
会計検査院は、日本国憲法第 90条の規定により、国の収入支出

の決算を検査し、会計検査院法第 29条の規定に基づいて平成 19年

度決算検査報告を作成し、平成 20年 11月 7日、これを内閣に送付

した。

この検査報告には、歳入歳出の決算に関する事項、法律、政令若

しくは予算に違反し又は不当と認めた事項、意見を表示し又は処置

を要求した事項、会計事務職員に対する検定等について記載した。

また、国有財産、物品等国の財産等に関する検査事項及び会計検査

院法その他の法律の規定により検査をしている政府関係機関等の会

計に関する事項についても記載した。

なお、会計検査院は、平成 20年 9月 9日、内閣から平成 19年度

歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って平成 20年 11月 7日

内閣に回付した。
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23 鉄道建設・運輸施設整備支援機構……1434

目

次

― 25 ―



ページ

24 水資源機構………………………………1439
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3 千葉大学…………………………………1486

ページ

4 東京大学…………………………………1487
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第 1章 検 査 の 概 要

第 1節 検査活動の概況

第 1 検 査 の 方 針

会計検査院は、平成 20年次の検査に当たって、会計検査の基本方針を次のとおり定めた。

平成 20年次会計検査の基本方針

（平成 19年 9月 21日策定）

1 会計検査院の使命

会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関として、次の使命を有してい

る。

会計検査院は、国の収入支出の決算をすべて毎年検査するほか、法律に定める会計の検査

を行う。

会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正を

図るとともに、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

会計検査院は、検査報告を作成し、これを内閣に送付する。この検査報告は、国の収入支

出の決算とともに国会に提出される。

2 社会経済の動向等と会計検査院をめぐる状況

� 我が国の社会経済の動向と財政の現状

近年、我が国の社会経済は、少子・高齢化の急速な進展、グローバル化、情報通信技術

の革新とその普及、環境問題による制約などにより大きく変容してきている。そして、今

まで我が国の社会経済を支えてきた行政等のシステムにもこうした変化への対応が求めら

れている。

我が国の財政をみると、連年の公債発行により公債残高は年々増加の一途をたどり、平

成 19年度末には約 547兆円に達すると見込まれており、公債償還等に要する国債費は 19

年度予算で約 20兆 9千億円と、一般会計歳出の約 25％を占めていて、財政の健全化が課

題となっている。

また、政府は、経済、財政、行政等の各分野における改革を行うこととしている。

� 会計検査院をめぐる状況

近年、行政においては、予算執行や政策の事後の検証、説明責任の履行などが重視され

ており、政策ごとに予算と決算を結び付け予算とその成果を評価できるようにするなどの

予算制度改革、政策評価及び独立行政法人評価の実施、特別会計に関する法律に基づく企

業会計の慣行を参考とした特別会計の資産・負債等の開示など、様々な取組がなされてい

る。

また、国会においても、国会による財政統制を充実・強化する観点から、予算の執行結

果を把握し次の予算に反映させることの重要性などが議論されている。会計検査院では、

国会から内閣に対して決算の早期提出が要請されたことも踏まえ、検査報告の内閣への送
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付の早期化に努めており、これにより国会における決算審査の早期化に資するとともに、

検査結果の予算への一層の反映が可能となっている。そして、近年、国会法第 105条の規

定に基づく会計検査院に対する検査要請が行われており、会計検査院では要請に係る検査

を着実に実施しその結果を国会に報告しているところである。また、17年 11月には、会

計検査の機能の強化及び活用を図り、もって国会における決算審査の充実に資するため、

会計検査院が検査することができる対象の拡大、実地の検査等に応じる義務、国会等への

随時の報告を内容とした会計検査院法の改正が行われている。

このように財政の健全化が課題となっており、また、行財政の事後の検証とその予算・政

策への反映、説明責任の履行などが重視される中で、会計検査院の役割は一層重要となって

おり、会計検査機能に対する国民の期待も大きくなっていると考えられる。

3 会計検査の基本方針

会計検査院は、従来から社会経済の動向などを踏まえて国民の期待に応える検査に努めて

きたところであるが、以上のような状況の下で今後ともその使命を的確に果たすため、国民

の関心の所在に十分留意し、厳正かつ公正な職務の執行に努めるとともに、次に掲げる方針

で検査に取り組む。

� 重点的な検査

我が国の社会経済の動向や財政の現状を十分踏まえ、主として次に掲げる施策の分野に

重点を置いて検査を行う。

� 社会保障

� 公共事業

� 教育及び科学技術

� 防衛

� 農林水産業

� 経済協力

� 中小企業

	 環境保全


 情報通信（IT）

また、複数の府省等により横断的に実施されている施策、あるいは複数の府省等に共通

又は関連する事項に対して、横断的な検査の充実を図る。

なお、社会的関心の高い事項については必要に応じて機動的な検査を行うなど、適時適

切に対応する。

� 多角的な観点からの検査

不正不当な事態に対する検査を行うことはもとより、業績の評価を指向した検査を行っ

ていく。そして、必要な場合には、制度そのものの要否も視野に入れて検査を行ってい

く。

すなわち、これまで会計検査院は、次の観点から検査を行ってきた。

� 決算の表示が予算執行など財務の状況を正確に表現しているかという正確性の観点

� 会計経理が予算や法律、政令等に従って適正に処理されているかという合規性の観

点
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� 事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないかという経済性

の観点

� 同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用との対比で最大限の成果

を得ているかという効率性の観点

� 事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成しているか、また、

効果を上げているかという有効性の観点

� その他会計検査上必要な観点

今後も、正確性や合規性の観点からの検査を十分行い、その際には、近年一部の府省等

において不正不当な事態が相次いだことも踏まえて、特に基本的な会計経理について重点

的に検査を行う。また、随意契約など契約方式は適切か、契約相手方の選定は妥当か、入

札・契約事務が公正な競争入札を確保するものとなっているかなど契約の競争性、透明性

にも十分留意する。さらに、近年の厳しい経済財政状況にもかんがみ、経済性、効率性及

び有効性の観点からの検査を重視する。特に有効性の観点から、事務・事業及び予算執行

の効果について積極的に取り上げるよう努め、その際には、検査対象機関が自ら行う政策

評価などの状況についても留意して検査を行う。そして、事務・事業の遂行及び予算の執

行に問題がある場合には、原因の究明を徹底して行い、改善の方策について検討する。

このほか、行財政の透明性、説明責任の向上や事業運営の改善に資するなどのため、国

の決算など財政について、その分析や評価を行っていくとともに、特別会計、独立行政法

人等については、その財務状況の検査の充実を図る。また、企業会計の慣行を参考として

新たに作成される特別会計の財務書類の検査を行うなど、公会計に関する課題に留意して

検査・検討を行う。

� 内部統制の状況に対応した取組

内部監査、内部牽制等の内部統制の状況は、検査対象機関における会計経理の適正性の

確保に影響を与えることから、検査に際してはその実効性に十分留意する。また、内部統

制が十分機能して会計経理の適正性が確保されるよう、必要に応じて内部統制の改善を求

めるなど適切な取組を行う。

� 検査のフォローアップ

検査において不適切、不合理等とした会計経理の是正やその再発防止が確実に図られる

など、検査の結果が予算の編成・執行や事業運営等に的確に反映され実効あるものとなる

よう、その後の是正改善などを継続的にフォローアップする。

また、検査報告において指摘した不適切な会計経理に関しては、他の検査対象機関にお

ける同種の事態についても是正が図られるよう必要な検査を行うなど適切に取り組む。

� 国会との連携

検査に当たっては、国会における審議の状況に常に留意する。また、国会の要請に係る

事項の検査においては、国会における審査又は調査の必要から要請がなされることに十分

留意する。

� 検査能力の向上

社会経済の複雑化とそれに伴う行財政の変化に対応して、新しい検査手法の開拓を行う

など検査能力の向上を図り、検査を充実させていく。
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すなわち、検査手法や検査領域を多様化するための調査研究、専門分野の検査に対応で

きる人材の育成や拡充、検査業務の IT化の推進、検査用機器の活用などにより、会計経

理はもとよりそれに関連する事務・事業の全般について検査の一層の浸透を図る。

4 的確な検査計画の策定

本基本方針に基づき、会計検査院に課された使命を効率的、効果的に達成するため、的確

な検査計画を策定し、これにより計画的に検査を行う。

検査計画には、検査対象機関並びに施策及び事務・事業の予算等の規模や内容、内部監

査、内部牽制等の内部統制の状況、過去の検査の状況や結果などを十分勘案して、検査に当

たって重点的に取り組むべき事項を検査上の重点項目として設定する。

第 2 検 査 の 実 施

1 検査の対象

会計検査院の検査を必要とするものは、会計検査院法第 22条の規定により、次のとおり

とされている。

� 国の毎月の収入支出

� 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払

� 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減

� 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払

� 国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人の会計

� 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

このほか、会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、会計検査院法

第 23条第 1項の規定により、次に掲げる会計経理の検査をすることができることとされて

いる。

� 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品

	 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払


 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政

援助を与えているものの会計

� 国が資本金の一部を出資しているものの会計

� 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計

 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計

� 国若しくは国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人（以下「国等」という。）の工事

その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者

のその契約に関する会計

平成 20年次の検査（検査実施期間 19年 10月から 20年 9月まで）において検査の対象と

なったもののうち、�は政府関係機関、事業団、独立行政法人等 225法人の会計、�は日本

放送協会の会計、
は 5,058の団体等の会計、�は 5法人の会計、�は 51法人の会計、�

は 318法人の契約に関する会計である。

上記の検査の対象のうち主なものの平成 19年度決算等の概要は、第 6章の「歳入歳出決算

その他検査対象の概要」に記載したとおりである。
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2 書面検査及び実地検査

検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査である。

書面検査は、検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則

により、当該機関で行った会計経理の実績を計数的に表示した計算書、その裏付けとなる各

種の契約書、請求書、領収証書等の証拠書類等を提出させ、これらの書類について在庁して

行う検査である。

また、実地検査は、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等に職員を派遣して、実地

に、関係帳簿や事務・事業の実態を調査したり、関係者から説明を聴取したりなどして行う

検査である。

これらの方法により、会計検査院が 20年次に実施した検査の実績は、次のとおりであ

る。

� 書面検査については、19年度分の計算書 16万 2千余冊及びその証拠書類 5292万余枚

を対象に実施した。

� 実地検査については、次のとおり、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等 3万 4

千 3百余箇所のうち、 3千 3百余箇所について実施したほか、国が補助金その他の財政援

助を与えた前記 5,058の団体等について実施した。これらの実地検査に要した人日数は、

3万 8千 2百余人日となっている。

検査対象機関である省
庁等の官署、事務所等

左 の 箇 所 数
（A）

左のうち検査を実
施した箇所数（B）

検査実施率 （％）
（B／A）

本省、本庁、本社等 4,322 2,015 46.6

都道府県単位の地方
出先機関等 7,857 1,168 14.8

小 計 12,179 3,183 26.1

駅、郵便局等 22,157 150 0.6

計 34,336 3,333 9.7

検査の進行に伴い、検査上疑義のある事態について、疑問点を質したり、見解を求めたり

などするために、関係者に対して書面をもって質問を発しているが、20年次の検査におい

て発した質問は 9百余事項となっている。
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第 2節 検査結果の大要

平成 20年次の検査の結果については、第 2章以降に記載したとおりであり、このうち第 3

章及び第 4章に掲記した事項等の概要は次のとおりである。

第 1 事項等別の検査結果

1 事項等別の概要

検査の結果、第 3章及び第 4章に掲記した事項等には、次のものがある。

� 第 3章「個別の検査結果」

ア 「不当事項」（検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項）

イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」（会計検査院法第 34条又は第 36条
（注）

の規定に

より関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項）

ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」（本院が検査において指

摘したところ当局において改善の処置を講じた事項）

エ 「不当事項に係る是正措置等の検査の結果」（本院が検査報告に掲記した不当事項及び

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関して、当局において執ら

れた是正措置の状況及び処置の履行状況についての検査の結果）

� 第 4章「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」

ア 「国会及び内閣に対する報告」（会計検査院法第 30条の 2
（注）

の規定により国会及び内閣に

報告した事項）

イ 「国会からの検査要請事項に関する報告」（国会法第 105条の規定による会計検査の要

請を受けて検査した事項について会計検査院法第 30条の 3
（注）

の規定により国会に報告し

た検査の結果）

ウ 「国会からの検査要請事項に関する検査状況」（国会法第 105条の規定による会計検査

の要請を受けた事項に関して、検査報告に掲記する必要があると認めた検査の状況）

エ 「特定検査対象に関する検査状況」（本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要

があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況）

オ 「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」（本院の検査業務のうち、検査報告に掲

記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況）

（注） 会計検査院法

第 30条の 2 会計検査院は、第 34条又は第 36条の規定により意見を表示し又は処置を

要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告する

ことができる。

第 30条の 3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国

会法（昭和 22年法律第 79号）第 105条（同法第 54条の 4第 1項において準用する場合を含

む。）の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施

してその結果を報告することができる。

第 34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であ

ると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理につ
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いて意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置を

させることができる。

第 36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項が

あると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求す

ることができる。

上記�のア、イ及びウ並びに�のア、イ、ウ及びエの事項等の件数、金額は、次のとおり
である。
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事 項 等 件 数
（注 1）

指 摘 金 額
（背 景 金 額）

不 当 事 項 859件 377億 1635万円

意見を表示し又は処置を要求
した事項

（注 2）
第 34条 29件

＜29件分＞
92億 7290万円
（39億 4539万円）

第 34条及び第 36条 1件 96億 9389万円

（注 2）
第 36条 23件

＜11件分＞
377億 4368万円

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5億 2160万円
5億 2843万円

188億 6640万円
270億 7279万円

1億 9727万円
575億円

194億 2341万円
183億 1236万円

2491億円
18億 7911万円

728億 9095万円
52億 7235万円
10億 9403万円

175億 4784万円
1億 4492万円

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

本院の指摘に基づき当局にお
いて改善の処置を講じた事項

（注 2）
55件

＜51件分＞
310億 5957万円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

15億 7349万円
31億 6417万円
14億 9680万円

391億 1360万円
7億 2810万円

11億 5535万円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

事 項 計 967件
＜951件分＞

（注 3）
1253億 6011万円

国会及び内閣に対する報告
（注 4）

7件 ―

国会からの検査要請事項に関
する報告 6件 ―

国会からの検査要請事項に関
する検査状況 1件 ―

特定検査対象に関する検査状
況 5件 ―

総 計 （注 5）
981件

＜951件分＞ （注 3）
1253億 6011万円

（注 1） 指摘金額・背景金額 指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴収不足額、工事や物品調

達等に係る過大な支出額、補助金の過大交付額、計算書や財務諸表等に適切に表示さ

れていなかった資産等の額などである。
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背景金額とは、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項がある

と認める場合や、政策上の問題等から事業が進ちょくせず投資効果が発現していない

事態について問題を提起する場合などにおいて、上記の指摘金額を算出することがで

きないときに、その事態に関する支出額や投資額等の全体の額を示すものである。な

お、背景金額は個別の事案ごとにその捉え方が異なるため、金額の合計はしていな

い。

（注 2）「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処

置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方あるものが計 7件ある。

（注 3）「不当事項」と「意見を表示し又は処置を要求した事項」の両方で取り上げているものと、

「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げ

ているものがあり、その金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を集計しても計欄

の金額とは一致しない。

（注 4）「国会及び内閣に対する報告」の 7件のうち 5件は「意見を表示し又は処置を要求した事項」

又は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として、第 3章の「個別の

検査結果」に掲記しており、件数が重複している。

（注 5） 件数の合計に当たっては、上記（注 4）の重複分（ 5件）を控除している。

2 第 3章の「個別の検査結果」の概要

第 3章の「個別の検査結果」に掲記した各事項のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を

要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁

等別にその件数、金額を示すと次のとおりである。

事 項

省庁又
は団体名

不 当 事 項
意見を表示し又は処
置を要求した事項

（注�）

本院の指摘に基づき
当局において改善の
処置を講じた事項

計

（注�）
件 件 件 件

国 会
（衆 議 院） � 1 3億4601万円 1 3億4601万円

内 閣
（人 事 院） 1 186万円 1 186万円

内 閣 府
（内閣府本府） � 1 8688万円 1 8688万円

同
（警 察 庁）

（注3）
� 1

（注3）
（5億2160万円）

（注3）
1

（注3）
（5億2160万円）

総 務 省 12 4億6436万円

� 1
�・� 1
（注3）
� 2

2億3229万円
96億9389万円

（注3）
（5億2843万円）
（188億6640万円）

1 8億0982万円（注3）
17

（注5）
111億9548万円

（注3）
（5億2843万円）
（188億6640万円）

法 務 省 15 3464万円 � 1
� 1

1億3559万円
313億5052万円 17 315億2075万円

外 務 省 1 1191万円 （注4）
� 1

（注4）
（270億7279万円） 1 3億9751万円（注4）

3
4億0942万円

（注4）
（270億7279万円）

財 務 省 7 12億2569万円
� 1
（注3）
� 1

7977万円
（注3）

（1億9727万円）
2 1億0973万円（注3）

11

（注5）
13億9164万円

（注3）
（1億9727万円）
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事 項

省庁又
は団体名

不 当 事 項
意見を表示し又は処
置を要求した事項

（注�）

本院の指摘に基づき
当局において改善の
処置を講じた事項

計

（注�）
件 件 件 件

文部科学省 17 1億0406万円 2 7807万円 19 1億8213万円

厚生労働省 660 132億2689万円 � 1
� 1

1億4237万円
（575億円） 6 36億7928万円 668

（注5）
169億9247万円
（575億円）

農林水産省 43 4億2767万円 � 3 18億0054万円
（194億2341万円） 8 23億7401万円 54

（注5）
45億8354万円

（194億2341万円）

経済産業省 22 1億8895万円 � 3
13億4381万円

（183億1236万円）
（注7）

（2491億円）
25

15億3276万円
（183億1236万円）

（注7）
（2491億円）

国土交通省 39 11億6701万円

（注6）
� 4
（注3）
（注6）
� 5

6億0677万円
（39億4539万円）

6億5953万円
（18億7911万円）
（728億9095万円）

（注3）
（52億7235万円）
（10億9403万円）

（注6）
9

35億7935万円
（15億7349万円）
（31億6417万円）
（14億9680万円）

（注3）
（注6）

57

60億1266万円
（39億4539万円）
（18億7911万円）
（728億9095万円）

（注3）
（52億7235万円）
（10億9403万円）
（15億7349万円）
（31億6417万円）
（14億9680万円）

環 境 省 2 2億5222万円 � 1
� 1

38億4728万円
（注7） 4 （注7）

40億9950万円

防 衛 省 1 21億8000万円 � 4 24億4999万円（注6）
5

44億0873万円
（391億1360万円）
（7億2810万円）

（注6）
10

90億3872万円
（391億1360万円）
（7億2810万円）

国 民 生 活
金 融 公 庫

農 林 漁 業
金 融 公 庫 � 1 5668万円 1 5668万円

中 小 企 業
金 融 公 庫

中 小 企 業
金 融 公 庫 2 178億1593万円 1 119億6274万円 3 297億7867万円

日本私立学校
振興・共済
事 業 団

5 4300万円 5 4300万円

日 本 銀 行 1 324万円 1 324万円

日 本 中 央
競 馬 会 � 1 7億9163万円 1 7億9163万円

日本郵政公社 12 2億2401万円 12 2億2401万円

東京地下鉄
株 式 会 社 1 1990万円 1 1990万円

成田国際空港
株 式 会 社 � 1 9966万円 1 9966万円

東日本高速
道路株式会社 1 440万円 1 2858万円 2 3298万円
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事 項

省庁又
は団体名

不 当 事 項
意見を表示し又は処
置を要求した事項

（注�）

本院の指摘に基づき
当局において改善の
処置を講じた事項

計

（注�）
件 件 件 件

中日本高速
道路株式会社 1 3065万円 1 3065万円

西日本高速
道路株式会社 1 3397万円 1 3397万円

日 本 郵 政
株 式 会 社 � 1 9011万円 1 9011万円

独立行政法人
情 報 通 信
研 究 機 構

1 403万円 1 403万円

独立行政法人
放射線医学
総合研究所

1 260万円 1 260万円

独立行政法人
農業・食品
産 業 技 術
総合研究機構

� 1 12億9025万円 1 12億9025万円

独立行政法人
農業生物資源
研 究 所

� 1 2093万円 1 2093万円

独立行政法人
造 幣 局

（注6）
� 1

12億4397万円
（175億4784万円）

（注6）
1

12億4397万円
（175億4784万円）

独立行政法人
国立印刷局 1 2892万円 1 2892万円

独立行政法人
農 畜 産 業
振 興 機 構

1 754万円 1 754万円

独立行政法人
国際協力機構

（注4）
� 1 （注4） 1 9774万円（注4）

2
（注4）

9774万円

独立行政法人
国際交流基金 1 400万円 1 400万円

独立行政法人
新エネルギー
・産業技術
総合開発機構

1 5475万円 1 5475万円

独立行政法人
科 学 技 術
振 興 機 構

1 466万円 1 466万円

独立行政法人
日 本 学 術
振 興 会

1 429万円 1 429万円

独立行政法人
日本芸術文化
振 興 会

1 1763万円 1 1763万円

独立行政法人
高齢・障害者
雇用支援機構

2 1億2148万円 2 1億2148万円

独立行政法人
日 本 貿 易
振 興 機 構

1 2654万円 1 2654万円

独立行政法人
水資源機構 1（11億5535万円） 1 （11億5535万円）
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事 項

省庁又
は団体名

不 当 事 項
意見を表示し又は処
置を要求した事項

（注�）

本院の指摘に基づき
当局において改善の
処置を講じた事項

計

（注�）
件 件 件 件

独立行政法人
雇用・能力
開 発 機 構

1 1469万円 1 1469万円

独立行政法人
労働者健康
福 祉 機 構

� 1 3856万円 1 3856万円

独立行政法人
国立病院機構 1 2542万円 1 2542万円

独立行政法人
中小企業基盤
整 備 機 構

1 8557万円 1 8557万円

独立行政法人
都市再生機構 � 1 2792万円 1 2792万円

独立行政法人
奄美群島振興
開 発 基 金

1 610万円 1 610万円

独立行政法人
日本原子力
研究開発機構

1 5億0721万円 1 5億0721万円

独立行政法人
住 宅 金 融
支 援 機 構

1 2923万円 1 2923万円

国立大学法人
東 北 大 学 2 3038万円 � 1 2310万円 3 （注5）

3038万円

国立大学法人
筑 波 大 学 1 2041万円 1 4022万円 2 6063万円

国立大学法人
千 葉 大 学 1 940万円 1 940万円

国立大学法人
東京医科歯科
大 学

1 7051万円 1 7051万円

国立大学法人
東京芸術大学 � 1 922万円 1 922万円

国立大学法人
静 岡 大 学 1 410万円 1 410万円

国立大学法人
三 重 大 学 � 1 1614万円 1 1614万円

国立大学法人
京 都 大 学 � 1 1億1206万円 1 1億1206万円

国立大学法人
京都工芸繊維
大 学

� 1 1233万円 1 1233万円

国立大学法人
奈良女子大学 � 1 726万円 1 726万円

国立大学法人
九 州 大 学 � 1 5371万円 1 5371万円

大学共同利用
機関法人自然
科学研究機構

� 1 970万円 1 970万円

第
1
章

第
2
節

第
1

事
項
等
別
の
検
査
結
果

― 12 ―



事 項

省庁又
は団体名

不 当 事 項
意見を表示し又は処
置を要求した事項

（注�）

本院の指摘に基づき
当局において改善の
処置を講じた事項

計

（注�）
件 件 件 件

大学共同利用
機関法人情
報・システム
研 究 機 構

1 1106万円 1 1106万円

首都高速道路
株 式 会 社 1 9255万円 1 9255万円

阪神高速道路
株 式 会 社 1 3464万円 1 3464万円

北海道旅客
鉄道株式会社 1 1億8160万円 1 1億8160万円

東日本電信
電話株式会社 1 4億6309万円 1 4億6309万円

西日本電信
電話株式会社 1 3億9869万円 1 3億9869万円

株 式 会 社
か ん ぽ
生 命 保 険

（注6）
� 1

3196万円
（1億4492万円）

（注6）
1

3196万円
（1億4492万円）

関西国際空港
施設エンジニ
ア株式会社

1 14億8857万円 1 14億8857万円

合 計 859 377億1635万円
（注4）

53 567億1047万円 55 310億5957万円
（注4）

967
（注5）

1253億6011万円

（注 1）「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の�は会計検査院法第 34条によるもの、
�は会計検査院法第 36条によるものを示している。

（注 2）（ ）内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにその捉え方が異なるため金額の合計はし

ていない。

（注 3） 内閣府（警察庁）の 1件、総務省のうち 1件、財務省のうち 1件及び国土交通省のうち 1件
は、それぞれ同一の事態に係るものである。

（注 4） 外務省のうちの 1件及び独立行政法人国際協力機構の 1件は、外務省及び独立行政法人国際
協力機構に係るものであり、金額は外務省のみに計上している。また、件数の合計に当たって

は、その重複分を控除している。

（注 5）「不当事項」と「意見を表示し又は処置を要求した事項」の両方で取り上げているものと、「不
当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げてい

るものがあり（地域イントラネット基盤施設整備事業等に関するもの（94ページ及び 99ページ
参照）、租税の徴収過不足に関するもの（160ページ及び 181ページ参照）、生活保護事業の実
施に関するもの（296ページ及び 342ページ並びに 296ページ及び 373ページ参照）、沿岸漁業
改善資金の貸付けに関するもの（442ページ及び 467ページ参照）及び東北大学病院に関するも
の（882ページ及び 884ページ参照））、その金額の重複分を控除しているので、各事項の金額
を集計しても計欄の金額とは一致しない。

（注 6）「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置
を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方あるものが計 7件ある。

（注 7） 経済産業省のうちの 1件及び環境省の 1件は、経済産業省及び環境省に係るものであり、金
額は経済産業省のみに計上している。

以上の各事項計 967件について、その概要を示すと次のとおりである。
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� 不 当 事 項

検査の結果、「不当事項」として計 859件掲記した。これを収入、支出等の別に分類して、

態様別に説明すると、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態について

は、会計検査院法第 34条の規定により是正の処置を要求し若しくは是正改善の処置を求め

た事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経

理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、会計検査院法第 31条の規定

等による懲戒処分の要求の要否、及び同法第 32条の規定等による弁償責任の検定について

検討を行うこととなる。

ア 収入に関するもの （計 27件 34億 0280万余円）

省庁又は団体名 予算経理 租 税 保 険 料 医 療 費 不正行為 計

件 件 件 件 件 件

財 務 省 2 4 6

厚 生 労 働 省 4 2 4 9 19

東日本高速道路
株 式 会 社 1 1

独立行政法人
国立病院機構 1 1

計 5 2 2 4 14 27

� 予 算 経 理 5件 9364万余円

＜会計経理が適正を欠いているもの＞

〇厚生労働省

・国の施設等機関において、支払を受けた委託費を国庫に納付せずに、市中銀行に会計課

長等の名義の口座を開設してこれを別途に経理しており、会計法令に違背しているもの

（ 3件 3780万余円） （221ページ記載）

・国立がんセンター中央病院において、診療収入の収納に当たり、現金収納事務に従事し

ていた複数の出納員が不正に医事会計システムの収納データを削除するなどの処理を

行ったり、収入官吏が関係書類の点検を怠っていたりなどしていたため、不正に削除さ

れた収納データに係る診療収入が国庫に納付されておらず、会計経理が著しく適正を欠

いているもの（ 1件 3040万余円） （223ページ記載）

〇独立行政法人国立病院機構

・沼田病院において、診療収入の現金収納事務及び収納現金の確認業務の体制が適切でな

く、派遣職員が医事会計システムの収納データを不正に削除するなどして、病院の収入

となるべき現金が領得されるなど、会計経理が著しく適正を欠いているもの（ 1件

2542万余円） （860ページ記載）

� 租 税 2件 6億 8297万余円

＜租税の徴収等が適正でなかったもの＞

〇財 務 省

・租税の徴収に当たり、納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしている

のに、これを見過ごしたり、課税資料の収集・活用が的確でなかったりなどしていたた

め、納税者 252人からの徴収額に過不足があったもの（ 1件 6億 7782万余円）

（160ページ記載）
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・相続税等の還付に当たり、 3年 3か月にわたり、還付金に係る支払事務処理が行われな

いままとなっていたため、支払う必要のない還付加算金を支払う結果となっているもの

（ 1件 514万余円） （169ページ記載）

� 保 険 料 2件 21億 9274万余円

＜保険料の徴収が適正でなかったもの＞

〇厚生労働省

・労働保険の保険料の徴収に当たり、事業主から提出される確定保険料申告書における賃

金総額の記載が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でな

かったため、463事業主からの徴収額に過不足があったもの（ 1件 4億 0401万余円）

（214ページ記載）

・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、パートタイム労働者等の短時間就

労者を多数使用しているなどの事業主が、常用的に使用している短時間就労者について

被保険者資格取得届の提出を怠るなどしていたのに、これに対する調査確認及び指導が

十分でなかったため、625事業主からの徴収額が不足していたもの（ 1件 17億 8873万

余円） （217ページ記載）

� 医 療 費 4件 8173万余円

＜診療報酬の請求が適切でないもの＞

〇厚生労働省

・国立高度専門医療センターにおける診療報酬の請求に当たり、麻酔の種類に応じて麻酔

料に加算できる額の算定を誤ったり、手術において使用した特定の医療機器や医療材料

の費用を算定していなかったり、実際に行った手術に適用される手術料より高い点数の

手術料を算定したりするなどしていたため、 4病院で請求額に過不足があったもの（ 4

件 8173万余円） （258ページ記載）

� 不 正 行 為 14件 3億 5170万余円

＜現金が領得されたもの＞

〇財 務 省

・税務署の職員が、国税の還付事務に従事中、国税の各種事務を処理するシステムの端末

機を不正に使用して、虚偽の還付金の支払決議書等を作成するなどして還付金を領得し

たもの（ 4件 3億 4311万余円） （173ページ記載）

〇厚生労働省

・社会保険事務所等の職員が、国民年金保険料、厚生年金保険料、返納金等を領得したも

の（ 9件 418万余円） （335ページ記載）

〇東日本高速道路株式会社

・管理事務所の職員が、金銭等の受払、保管等の事務に従事中、事務所に交付された原子

力立地給付金の郵便振替払出証書を郵便局に持ち込むなどして現金の払出しを受けて、

これを事務所の銀行口座に振り込まずに領得したもの（ 1件 440万余円）

（784ページ記載）
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イ 支出に関するもの （計 815件 162億 5004万余円）

省庁又は団体名 予 算
経 理

予 算
経 理
・
役 務

工 事 物 件 役 務

役 務
・
補 助
金

保 険
給 付

医 療
費

補 助
金

貸 付
金

不 正
行 為

そ の
他 計

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

総 務 省 11 1 12

法 務 省 14 1 15

外 務 省 1 1

財 務 省 1 1

文 部 科 学 省 3 14 17

厚 生 労 働 省 1 27 1 4 2 585 20 1 641

農 林 水 産 省 1 42 43

経 済 産 業 省 2 14 6 22

国 土 交 通 省 1 1 1 1 33 1 38

環 境 省 2 2

防 衛 省 1 1

日本私立学校
振 興 ・ 共 済
事 業 団

5 5

日 本 銀 行 1 1

独立行政法人
情 報 通 信
研 究 機 構

1 1

独立行政法人
放射線医学総合
研 究 所

1 1

独立行政法人
農 畜 産 業
振 興 機 構

1 1

独立行政法人
国際交流基金 1 1

独立行政法人
新エネルギー・
産業技術総合
開 発 機 構

1 1

独立行政法人
科 学 技 術
振 興 機 構

1 1

独立行政法人
日 本 学 術
振 興 会

1 1

独立行政法人
高齢・障害者
雇用支援機構

1 1 2

独立行政法人
日 本 貿 易
振 興 機 構

1 1

独立行政法人
雇 用 ・ 能 力
開 発 機 構

1 1

独立行政法人
奄 美 群 島
振興開発基金

1 1

国立大学法人
東 北 大 学 2 2
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省庁又は団体名 予 算
経 理

予 算
経 理
・
役 務

工 事 物 件 役 務

役 務
・
補 助
金

保 険
給 付

医 療
費

補 助
金

貸 付
金

不 正
行 為

そ の
他 計

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

国立大学法人
千 葉 大 学

1 1

国立大学法人
静 岡 大 学 1 1

計 21 1 4 2 36 1 4 2 710 7 22 5 815

� 予 算 経 理 21件 22億 8920万余円

＜会計経理が適正を欠いているもの＞

〇法 務 省

・自動車等を使用して通勤する職員に対する通勤手当の支給に当たり、一般に利用するこ

とができる経路のうち最短の経路を認定すべきであるのに、職員が届け出た経路や通勤

届に記載された距離を十分に精査しなかったことなどのため、経路や計測距離の認定が

適切に行われておらず、通勤手当が過大に支給されているもの（14件 3004万余円）

（126ページ記載）

〇厚生労働省

・報償費の執行について、裏付けとなる領収証書等の証拠書類が保存されていないなどの

ため、その使途等を確認できない状況となっていて、会計経理が著しく適正を欠いてい

るもの（ 1件 510万円） （225ページ記載）

〇国土交通省

・空港における利用者アンケート調査業務等に係る請負契約において、調査業務が履行期

間内には実施されていないにもかかわらず、履行期間内に履行されたこととする虚偽の

内容の関係書類を作成するなどの不適正な会計経理を行い、代金を支出していたもの

（ 1件 1302万円） （535ページ記載）

〇防 衛 省

・米軍普天間飛行場の代替施設の建設に伴う地質及び海象の調査業務の実施に当たり、支

出負担行為をすることなく追加で業務を実施させていて、業務の経費が予算額を超える

事態となっていたにもかかわらず、増額の予算措置を講じていないなど会計法令等に違

背しているもの（ 1件 21億 8000万円） （700ページ記載）

〇独立行政法人日本貿易振興機構

・物品の購入等に当たり、長期間にわたり、虚偽の納品書等を納入業者に提出させたり、

物品が納入されていないのに所定の検収を行わないまま適正に納入されたこととしたり

するなどしていて、会計経理が適正を欠いているもの（ 1件 2654万余円）

（844ページ記載）

〇国立大学法人東北大学、国立大学法人静岡大学

・研究用物品の購入に当たり、教授等が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求

書等を作成させて、これにより所属する大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせて

別途に経理するなどしていて、会計法令等に違反しているもの（ 2件 1139万余円）

（879ページ記載）
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〇国立大学法人東北大学

・東北大学病院手術室改修工事の実施に当たり、会計規程等に定められた契約事務を行う

ことなく工事を発注して、工事完了後に予定価格を設定したり、契約書を作成したりす

るなどしていて、会計事務が大学の会計規程等を逸脱して著しく適正を欠いているもの

（ 1件 2310万円） （882ページ記載）

� 予算経理・役務 1件 466万余円

＜会計経理が適正を欠いているもの及び委託費の支払が過大となっているもの＞

〇独立行政法人科学技術振興機構

・戦略的創造研究推進事業（発展研究）に係る研究費及び委託研究費の経理において、共同

研究者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させて、これによ

り機構及び所属する大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせて別途に経理するなど

していたため、研究費及び委託研究費の支払額が過大となっているもの（ 1件 466万

余円） （828ページ記載）

� 工 事 4件 1億 2944万余円

＜設計が適切でなかったもの＞

〇農林水産省

・国営総合農地防災事業の実施に当たり、排水路に架かる農道の橋りょうの落橋防止シス

テムを設計する際に、誤って、落橋防止構造を設置しておらず、設計が適切でなかった

ため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの（ 1

件 1705万余円） （394ページ記載）

〇国土交通省
さく

・空港の場周柵強化工事の実施に当たり、補助支柱付場周柵を設計する際に、増設した補

助支柱と既設支柱側とを接続する部材が補助支柱側でボルト締めすることとされておら

ず、設計が適切でなかったため、接続する部材が補助支柱から容易に外れる状態となっ

ていて、場周柵の安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達していないもの（ 1

件 9974万余円） （536ページ記載）

＜積算が過大となっているもの＞

〇国立大学法人千葉大学

・病棟の新築に伴う仕上工事の施行に当たり、コンクリート工事費等を積算する際に、表

計算ソフトの操作を誤ったため直接工事費が過大となり、契約額が割高となっているも

の（ 1件 940万円） （894ページ記載）

＜施工が適切でなかったもの＞

〇日 本 銀 行

・消火設備の設置工事の実施に当たり、消火補給水槽を据え付ける際に、耐震設計上の検

討を行わないままアンカーボルトを選定するなどしていて、施工が適切でなかったた

め、地震時等における必要な機能の維持が確保されていないもの（ 1件 324万余円）

（758ページ記載）
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� 物 件 2件 3億 5534万余円

＜監督及び検査が適正でないもの＞

〇国土交通省

・中型回転翼航空機の調達に当たり、監督及び検査が適正でなかったため、納入された中

型回転翼航空機が仕様書で要求する機能の一部を有していないなどしているのに、契約

の内容に適合する給付があった旨の検査調書を作成するなどしていて、契約金額の全額

を支払っているもの（ 1件 1億 5574万余円） （539ページ記載）

＜調達数量が適切でないもの＞

〇財 務 省

・特別弔慰金国庫債券の証券の調達に当たり、調達枚数を決定する際に請求受理件数の実

績等を考慮することなく、対象件数を見積もった 3年前の予定件数のみにより調達枚数

を決定するなどしたため、適切でない調達枚数となっているもの（ 1件 1億 9960万

円） （171ページ記載）

� 役 務 36件 4億 8486万余円

＜委託費の支払が過大となっているもの＞

〇文部科学省

・地域教育力再生プラン等及び家庭教育支援総合推進事業を委託により実施するに当た

り、再委託先において、事業に従事していないのに謝金を支払ったこととしたり、消耗

品を購入していないのに代金を支払ったこととしたりするなどしていたため、委託費の

支払額が過大となっているもの（ 1件 684万余円） （188ページ記載）

・科学技術総合研究業務に係る委託費の経理において、研究担当者が業者に架空の取引を

指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させて、これにより所属する大学に架空の取引

に係る購入代金を支払わせて別途に経理していたため、委託費の支払額が過大となって

いるもの（ 1件 746万余円） （190ページ記載）

・情報の整理、解析等に係る委託業務の実施に当たり、部分休業制度を利用した短時間勤

務の職員については給与が減額されて支給されていたのに、この減額分を委託費に反映

していなかったため、委託費の支払額が過大となっているもの（ 1件 254万余円）

（191ページ記載）

〇厚生労働省

・地域労使就職支援事業に係る委託事業の実施に当たり、構成員である団体等に架空の領

収書を発行させたり、委託事業の対象外の経費を支払ったりなどしていたため、委託費

の支払額が過大となっているもの（ 1件 3801万余円） （228ページ記載）

・地域求職活動援助事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から不正な支払を行い

これを別途に経理するなどしたり、委託事業の対象外の経費を支払ったりなどしていた

ため、委託費の支払額が過大となっているもの（23件 1億 7017万余円）

（231ページ記載）

・生涯職業能力開発事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託事業とは関係のない他法

人が負担すべき事務所借料等の経費を含めて委託費から支払う経費を算出するなどして

いたため、委託費の支払額が過大となっているもの（ 1件 2545万余円）

（237ページ記載）

第
1
章

第
2
節

第
1

事
項
等
別
の
検
査
結
果

― 19 ―



・緊急サポートネットワーク事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事してい

なかった期間に係る職員の賃金を委託費から支払ったり、領収書等による支払の事実の

裏付けがなく委託事業に要したとは認められない経費を精算報告書に計上したりなどし

ていたため、委託費の支払額が過大となっているもの（ 1件 815万余円）

（240ページ記載）

〇経済産業省

・企業の子育て支援策の評価体系及び企業の取組推進のための施策に関する調査研究等に

係る委託契約の経理において、委託業務に従事していない者等の人件費や実際に支払っ

ていない事業費等を委託費に含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大となって

いるもの（ 2件 9168万余円） （492ページ記載）

〇独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

・雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当たり、

委託業務の経費に架空の旅費等を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大と

なっているもの（ 1件 1億 1129万余円） （836ページ記載）

＜契約額が割高となっているもの＞

〇法 務 省

・地図等改製数値化作業を請け負わせるに当たり、作業を行わない地図の枚数を含めて予

定価格を積算したため、契約額が割高となっているもの（ 1件 460万円）

（128ページ記載）

〇国土交通省

・電気施設保全業務を請け負わせるに当たり、電気設備の日常点検に係る数量のうち 1日

1回実施する指示計器の数量について、指示計器等が複数個設置されるなどしている配

電盤を各 1面として算出すべきであるのに、誤って指示計器の個数から算出したり、平

日昼間の常駐業務に係る配置人員を 2名とすべきであるのに 3名としたりなどしていた

ため、契約額が過大となっているもの（ 1件 1258万余円） （541ページ記載）

〇独立行政法人放射線医学総合研究所

・医療用装置の維持管理等の業務を請け負わせるに当たり、既に使用する見込みのない装

置を当該業務の対象としていたため、契約額が割高となっているもの（ 1件 260万余

円） （794ページ記載）

＜目的を達していない契約を行っているもの＞

〇厚生労働省

・ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約において、仕様書の記載が十分

でなかったり、委託業者に対する指示等についての配慮が十分でなかったりしたため、

再度、ねんきん特別便の作成及び発送が必要となり、不経済となっているもの（ 1件

343万余円） （242ページ記載）

� 役務・補助金 1件 417万余円

＜委託費の支払が過大となっているもの及び補助事業の経理が不当なもの＞

〇厚生労働省

・小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等の実施に当たり、領収書等による支払の事

実の裏付けがない経費を含めるなどしていたため、委託費の支払額及び補助金の交付額

が過大となっているもの（ 1件 417万余円） （245ページ記載）
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� 保 険 給 付 4件 2億 3049万余円

＜保険の給付が適正でなかったもの＞

〇厚生労働省

・雇用保険の失業等給付金の支給決定に当たり、受給者が再就職していながらその事実を

失業認定申告書に記載していなかったり、事実と相違する雇入年月日を再就職手当支給

申請書に記載したりなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、

314人に対する支給が適正でなかったもの（ 1件 7896万余円） （247ページ記載）

・雇用保険の失業等給付金の支給決定に当たり、公共職業安定所において、受給者からの

不当な要求を受け入れ、事業所に雇用された事実がないのに、雇用保険の不正なそ
�

及適

用を繰り返し行うなどしていたため、給付金が不正に支給されていたもの（ 1件 2294

万余円） （251ページ記載）

・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金のうち特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定

に当たり、事業主が、支給申請書等において既に雇い入れている者に形式的に公共職業

安定所の紹介を受けさせて、その紹介により雇い入れたこととしているなど、その記載

内容が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったた

め、57事業主に対する支給が適正でなかったもの（ 1件 3965万余円）

（253ページ記載）

・厚生年金保険の老齢厚生年金の支給に当たり、事業主が常用的に使用している受給権者

について被保険者資格取得届の届出を怠るなどしていたのに、これに対する調査確認及

び指導が十分でなかったため、年金の一部又は全部の支給を停止すべきであった 188人

に対して支給停止の手続がとられず支給が適正でなかったもの（ 1件 8893万余円）

（255ページ記載）

� 医 療 費 2件 7億 9778万余円

＜医療費の支払が過大となっているもの＞

〇厚生労働省

・老人保健等における医療費の支払に当たり、医療機関及び薬局から入院基本料、入院基

本料等加算、在宅医療料等の診療報酬及び調剤報酬の不適正な請求があったのに、これ

に対する審査点検が十分でなかったことなどのため、211医療機関及び 70薬局に対す

る支払が過大となっていて、これに係る国の負担が不当と認められるもの（ 1件 7億

6410万余円） （261ページ記載）

・労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払に当たり、医療機関が手術料、

入院料等を誤って算定し請求していたのに、これに対する審査が十分でなかったため、

183医療機関に対する支払が過大となっていたもの（ 1件 3367万余円）

（271ページ記載）

� 補 助 金 710件 117億 3593万余円

＜補助事業の実施及び経理が不当なもの＞

〇総 務 省

・市町村合併推進体制整備事業の実施に当たり、事業の実施に要した経費が実績報告の額

よりも低額であったにもかかわらず、確認を行わなかったため、補助金が過大に交付さ

れているもの（ 1件 549万余円） （90ページ記載）
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・市町村合併推進体制整備事業の実施に当たり、特別交付税が措置されている事業に係る

経費を補助対象としていたため、特別交付税と重複して補助金が過大に交付されている

もの（ 5件 4億 1690万余円） （91ページ記載）

・情報通信格差是正事業等の実施及び経理において、補助対象経費を補助事業と単独事業

との割合で案分して算定していなかったため補助金が過大に精算されていたり、テレビ

会議装置を全く利用していなかったため補助の目的を達していなかったりなどしている

もの（ 5件 1358万余円） （94ページ記載）

〇文部科学省

・政府開発援助ユネスコ活動費補助金の経理において、各年度の補助事業期間中に使用さ

れるものではない物品の購入に係る経費を補助事業費に含めていたため、補助金が過大

に交付されているもの（ 1件 419万余円） （193ページ記載）

・公立学校等施設整備費補助金等の経理において、誤って、補助単価を過大に算定してい

たり、補助の対象とはならない工事費等を補助対象経費に含めていたりなどしていたた

め、補助金が過大に交付されているもの（ 9件 6254万余円） （195ページ記載）

・私立高等学校等経常費助成費補助金の経理において、県が私立学校に対する特別な助成

をしていないため加算単価の対象とならないのに、これらの私立学校の生徒数を含める

などして加算単価を算定していたため、補助金が過大に交付されているもの（ 2件 543

万余円） （202ページ記載）

・私立大学等経常費補助金（私立大学教育研究高度化推進特別補助）の経理において、教授

等 6名が業者に架空の取引を指示して虚偽の請求書等を作成させて、これにより学校法

人に架空の取引に係る購入代金を支払わせて別途に経理していたため、補助金が過大に

交付されているもの（ 1件 762万余円） （206ページ記載）

・研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費）の経理において、補助対象外である過年度に

納入された実験用動物の購入経費を補助対象経費に含めていたため、補助金が過大に交

付されているもの（ 1件 741万余円） （207ページ記載）

〇厚生労働省

・臨床研修費等補助金の経理において、補助の対象とならない法人負担分の共済掛金、雇

用保険料及び労災保険料を補助対象事業費に含めていたため、補助金が過大に交付され

ているもの（ 1件 877万余円） （273ページ記載）

・厚生労働科学研究費補助金の経理において、研究者が業者に架空の取引を指示して虚偽

の納品書、請求書等を作成させて、これにより研究者の所属機関に架空の取引に係る購

入代金を支払わせるなどして別途に経理していたり、補助対象経費に補助対象とは認め

られない経費を含めていたりなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの

（10件 9526万余円） （274ページ記載）

・医療施設運営費等補助金の経理において、国庫補助を受けて整備した建物等に係る減価

償却費は補助対象事業費に含めないこととなっているのに、これを総事業費に計上する

などしていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの（ 1件 785万余円）

（277ページ記載）
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・保健事業費等負担金の算定において、負担金の算定対象とならないその年の 2回目以降

の基本健康診査の延べ受診人員数等を算定対象に含めていたり、基本健康診査の実施方

法が集団検診に該当するのに、医療機関において実施された場合の基準単価を適用した

りなどしていたため、負担金が過大に交付されているもの（ 6件 5560万余円）

（279ページ記載）

・職業転換対策事業の実施に当たり、事業主が訓練計画を定めていないため指導員が訓練

生に対して計画的に指導、助言を行っておらず、事業主が職場適応訓練を実施する要件

を満たしていなかったことなどのため、職業転換訓練費負担金が過大に交付されている

もの（ 1件 418万余円） （281ページ記載）

・緊急地域雇用創出特別基金事業の実施に当たり、事業を全く実施していなかったり、事

業を一部実施した形跡はあるものの実際に事業に要した人件費を特定できない状況と

なっていたりなどしていることから、事業の実施状況及び経理が著しく適正を欠いてい

て、基金事業の対象とならないもの（ 1件 352万余円） （283ページ記載）

・在宅福祉事業費補助金の算定において、補助の対象経費から除くこととされている食材

料費又は調理費の実費相当分を補助対象経費の実支出額に含めていたり、補助対象事業

以外の業務を兼務していた職員の給料等を全額補助対象経費に計上したりなどしていた

ため、補助金が過大に交付されているもの（12件 4715万余円） （284ページ記載）

・児童保護費等負担金の経理において、児童の扶養義務者の所得税額等を誤認するなどし

て徴収金の額を過小に算定したり、保育単価の適用を誤るなどして費用の額を過大に算

定したりしていたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されているもの（48件 1億

2035万余円） （287ページ記載）

・次世代育成支援対策交付金の経理において、公立保育所の延長保育促進事業の事業費を

算定するに当たり、交付の対象とならない通常の開所時間内の人件費を含めていたこと

などのため、交付金が過大に精算されているもの（10件 4727万余円）

（291ページ記載）

・児童扶養手当給付費負担金の交付に当たり、受給者である母が、所得制限限度額以上の

所得がある扶養義務者と同一の住居に居住して生計を同じくするなどしていて、手当を

支給すべきでないのに、両者は生計を同じくしていないなどとして手当を支給していた

ため、負担金が過大に交付されているもの（ 4件 1396万余円） （293ページ記載）

・生活保護費負担金の経理において、保護を受ける世帯における就労収入等の額を過小に

認定するなどして保護費の額を決定していたり、返還金等の調定額の算出が適切でな

かったり、架空の保護費を国庫負担対象事業費に含めていたりしていたため、負担金が

過大に交付されているもの（14件 9719万余円） （296ページ記載）

・生活保護費負担金の経理において、被保護世帯に対する医療扶助に係る通院移送費の支

給に当たり、世帯主等が居住する市内の主治医の要否意見書等において、被保護者の病

気は市内の病院で治療可能であるなどとしていたにもかかわらず、適切な判断を行わな

かったなどのため、負担金が過大に交付されているもの（ 1件 1億 7914万余円）

（301ページ記載）
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・障害者自立支援給付費負担金の経理において、負担金の交付対象とならない身体障害者

保護費国庫負担金等の対象経費や障害者等の利用者負担額を国庫負担対象事業費に含め

るなどしていたため、負担金が過大に交付されているもの（ 3件 1373万余円）

（305ページ記載）

・障害者医療費国庫負担金の算定において、負担金の対象とならない時期に行われた更生

医療の経費を国庫負担対象事業費に含めていたため、負担金が過大に交付されているも

の（ 1件 524万余円） （307ページ記載）

・介護保険の普通調整交付金の算定において、所得段階別の第 1号被保険者数の算出期日

を誤って普通調整交付金交付割合を過大に算出していたため、交付金が過大に交付され

ているもの（ 1件 168万余円） （308ページ記載）

・国民健康保険の療養給付費負担金の交付に当たり、市町村において、そ及して退職被保

険者等となった者に係る医療給付費を一般被保険者に係る医療給付費から控除していな

かったり、基礎資料からの転記を誤り一般被保険者に係る医療給付費を過大に算定した

りなどしていたため、負担金が過大に交付されているもの（31件 19億 2693万余円）

（310ページ記載）

・国民健康保険の財政調整交付金の交付に当たり、市町村において、調整対象需要額を過

大に算定したり、調整対象収入額を過小に算定したり、老健拠出金を過大に算定したり

などしていたため、交付金が過大に交付されているもの（437件 68億 4271万余円）

（315ページ記載）

・技能向上対策費補助金の経理において、補助事業とは関係のない法人が負担すべき事務

所借料等の経費の一部や補助事業とは関係のない懇親会に係る飲食費等の経費を補助対

象経費に含めるなどしていたため、補助対象経費が過大に精算されているもの（ 3件

3135万余円） （333ページ記載）

〇農林水産省

・ため池等整備事業の実施に当たり、洪水吐ゲート等を操作する操作盤をアンカーボルト

と座金付ナットで基礎コンクリートに固定する際に、アンカーボルトのねじ部の先端が

座金付ナットの上面から突き出ていないことからアンカーボルトと座金付ナットが完全

にはかみ合っておらず、施工が設計と相違していたため、地震時における操作盤の機能

の維持が確保されていない状態になっているもの（ 1件 275万余円）（397ページ記載）

・新農業水利システム保全対策事業の実施に当たり、事業計画に記載された地区において

行うとしていた用水路の改修工事等を全く実施しておらず、補助事業の一部が実施され

ていないもの（ 1件 346万余円） （399ページ記載）
のり こう

・地域防災対策総合治山事業の実施に当たり、盛土工の法面勾配を設計する際に、現場条

件のみを考慮して急勾配としていて、設計が適切でなかったため、降雨等により盛土法

面が崩壊するおそれがあり、工事の目的を達していないもの（ 1件 265万余円）

（400ページ記載）

・森林環境保全整備事業等の実施に当たり、森林所有者が自ら又は他の林業者に請け負わ

せて作業を実施していることから、実質的な事業主体は森林所有者であるにもかかわら

ず、森林組合が事業主体であるとして補助金の交付申請を行っていたため、補助金が過

大に交付されているもの（ 1件 1713万余円） （403ページ記載）
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・家畜共済損害防止事業の実施に当たり、交付決定時の交付対象事業費どおりに事業を実

施したこととするために、牛の健康検査等を行うために獣医師が使用する自動車の使用

料を、実際の走行距離を把握しないで、交付決定時の交付対象事業費等から算出した走

行距離を用いて過大に算定していたため、交付対象事業費が過大に精算されているもの

（ 1件 980万余円） （405ページ記載）

・食生活健全化・食料消費改善対策事業等の実施に当たり、消費税の申告により仕入税額

控除した消費税額に係る補助金等の額が確定した場合に、その金額を返還しなければな

らないのに返還していないもの（ 4件 2790万余円） （406ページ記載）

・農業用施設災害復旧事業の実施に当たり、ブロック積擁壁について土圧による滑動等に
こう

対する安全性の検討を行う際に、擁壁背後の地形が擁壁の天端から上方に勾配のある傾

斜地となっているのに、これを水平であるとして安全性を検討していて、設計が適切で

なかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの（ 1件

585万余円） （410ページ記載）

・中山間地域総合整備事業の実施に当たり、ブロック積擁壁について土圧による転倒等に
こう

対する安定計算を行う際に、擁壁背後の地形が擁壁の天端から上方に勾配のある傾斜地

となっているのに、これを水平であるとして擁壁に作用する土圧を算定していて、設計

が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの

（ 1件 195万余円） （411ページ記載）

・食料産業クラスター推進事業等の実施に当たり、補助の対象とならない定例の役員会等

の経費を補助対象事業費に含めるなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算され

ているもの（ 1件 699万余円） （413ページ記載）

・林道施設災害復旧事業の実施に当たり、排水施設工を設計する際に、流水等を安全に流

下させることについての検討が十分でなく、設計が適切でなかったため、流水等が林道

の路体内部へ浸透することにより路体の土砂が流出するなど林道としての機能を損なう

おそれがあり、工事の目的を達していないもの（ 1件 204万余円） （415ページ記載）
のりこう

・予防治山事業の実施に当たり、三面張り流路工の床固工を設計する際に、下流法勾配等
たた

を重力式治山ダムの断面に準じて決定すべきであるのに、誤って治山ダムの水叩き工の

垂直壁に準じて決定していて、設計が適切でなかったため、床固工の所要の安全度が確

保されていない状態になっているもの（ 1件 240万余円） （418ページ記載）

・集落営農育成・確保緊急支援事業の実施に当たり、集落リーダーが行ったとしていた集

落営農組織の設立に向けた活動の一部が実施されていないもの（ 1件 241万余円）

（420ページ記載）
のり

・経営体育成基盤整備事業の実施に当たり、法面保護工の設計を変更する際に、盛土法面
こう

が安定な勾配を確保できない場合に該当することから擁壁工、補強土壁工等の工法を選
さく

定する必要があったのに、安定な勾配を確保できる場合に施工する工法である編柵工を

選定していて、設計が適切でなかったため、法面が崩壊しており、工事の目的を達して

いないもの（ 1件 206万余円） （422ページ記載）

・強い農業づくり交付金による農業・食品産業強化対策整備事業の実施に当たり、交付金

の額を算出する際に、交付の対象とならない施設の工事費を含めるなどして交付金の額

を算定していたため、交付金が過大に交付されているもの（ 1件 1000万余円）

（424ページ記載）
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さく

・経営体育成基盤整備事業の実施に当たり、防護柵として設置したネットフェンスの設置

位置を誤ったため、ネットフェンスが障害となり、魚類観察のために魚道上に設置した

グレーチング上に立ち入ることができない状態となっていて、補助の目的を達していな

いもの（ 1件 646万余円） （425ページ記載）

・にっぽん食育推進事業の実施に当たり、補助の対象とならない最新医療の情報イベント

に係る経費を補助対象経費に含めるなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算さ

れていたり、消費税の申告により仕入税額控除した消費税額に係る補助金の額が確定し

た場合に、その金額を返還しなければならないのに返還していなかったりしているもの

（ 1件 452万余円） （427ページ記載）

・食品リサイクル促進技術開発事業の実施に当たり、本件技術開発に必要がない機械装置

の購入費を補助の対象に含めるなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されて

いるもの（ 1件 288万余円） （429ページ記載）

・国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量を実績数量ではなく補助金交

付申請書に記載された計画数量で算定していたり、補助対象数量に畜産農家等への販売

の事実がない稲わら等の数量を含めていたりなどしていたため、補助金が過大に交付さ

れているもの（ 2件 819万余円） （430ページ記載）

・地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業の実施に当たり、本件事業のために使

用されたと確認できない経費等を補助対象事業費に含めるなどしていたため、補助対象

事業費が過大に精算されているもの（ 1件 171万余円） （432ページ記載）

・緑の雇用担い手対策事業の実施に当たり、林業の就業経験が通算 2年未満などとされて

いる研修生としての資格要件を満たしていない者を助成対象に含めていたため、補助金

が過大に交付されているもの（ 1件 305万余円） （434ページ記載）

・海外漁業協力効率化促進事業の実施に当たり、補助の対象とならない賞与、住宅手当等

を賃金に含めていたり、従事実績に基づかずに賃金を算出したりして補助事業費を算定

していたため、補助金が過大に交付されるなどしているもの（ 1件 236万余円）

（435ページ記載）

・国庫補助事業に係る事務費等の執行に当たり、契約した物品が納入されていないのに納

入されたこととして虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需

用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしているもの

（12件 2億 6530万余円） （437ページ記載）

・国庫補助金を原資とする沿岸漁業改善資金の貸付けにおいて、借受者が、貸付対象の機

器等をほとんど沿岸漁業以外の経営に使用していたり、貸付決定前に機器等の引渡しを

受けていたりなどしていて、貸付けが補助の目的に沿わない結果となっているもの（ 5

件 1868万余円） （442ページ記載）

〇経済産業省

・特定大学技術移転事業の実施に当たり、消費税の申告により仕入税額控除した消費税額

に係る補助金の額が確定した場合、その金額を返還しなければならないのに返還してい

なかったり、補助事業以外の業務に従事していた時間数を含めて人件費を算定していた

ため、補助対象事業費が過大に精算されていたりしているもの（ 5件 1213万余円）

（495ページ記載）
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・地域新規産業創造技術開発費補助金等の経理において、補助事業により取得した機械装

置を無断で目的外に使用したり、補助金の交付決定前の発注に係る経費を補助の対象と

したりなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されるなどしているもの（ 8

件 4603万余円） （497ページ記載）

・電源立地地域対策交付金事業の実施に当たり、消波ブロックを用いた既設離岸堤の堤長

を延ばす際に、延ばした離岸堤の高さが不足していて、施工が設計と相違していたた

め、来襲する波を防ぐための所要の堤体断面が確保されておらず、工事の目的を達して

いないもの（ 1件 450万円） （503ページ記載）

〇国土交通省

・みなと振興交付金事業の実施に当たり、市が貸し付けているふ
�

頭用地に建設されていた

倉庫の移転補償について、この貸付けが国土交通大臣の認可を受けられないものであっ

たことから、交付金事業の対象とならないもの（ 1件 1733万余円） （544ページ記載）

・道路改築事業等の実施に当たり、橋りょうの落橋防止システムを設計する際に、誤っ

て、変位制限構造と落橋防止構造を兼用することとしたり、落橋防止構造を設置しな

かったりしていて、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確

保されていない状態になっているもの（ 5件 4594万余円） （545ページ記載）

・土地区画整理事業等の実施に当たり、支障となる水道管等の移設補償費を算定する際

に、財産価値の減耗分を控除しなければならないのに、誤って、これを控除していない

などしていたため、補償費が過大となっているもの（ 2件 609万余円）

（551ページ記載）

・下水道事業等の実施に当たり、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施

行する場合等は、当該委託費等の額に事務費率を乗じて得た額の 2分の 1を控除して事

務費補助限度額を算定することとなっているのに、誤って、これを控除していなかった

ため、補助金が過大に交付されているもの（ 4件 2370万余円） （553ページ記載）

・まちづくり交付金による地域生活基盤施設事業の実施に当たり、練石積工を施工する際

に、石材とコンクリートが一体化しておらず通行者等に対する安全性が確保されていな

かったり、コンクリートが石材の表面付近まで露出していて周囲の景観に配慮されてい

なかったりなどしていて、施工が設計と相違していたため、工事の目的を達していない

もの（ 1件 351万余円） （556ページ記載）

・シルバーハウジング・プロジェクトによる公営住宅整備事業の実施に当たり、高齢者に

対する福祉サービスを提供するために整備された高齢者生活相談所に、福祉サービスを

提供するライフサポートアドバイザーが相談所の管理開始当初から派遣されなかったた

め、整備目的に沿った利用がされておらず、補助の目的を達していないもの（ 1件

1146万余円） （558ページ記載）

・住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業の実施に当たり、護岸等を保護するためのコンク

リートブロックを設計する際に、護岸側ブロックと中央部ブロックとを一体の構造とし

ておらず、設計が適切でなかったため、流水による河床の洗掘に対応できない構造と

なっていて、護岸等に損傷が生ずるおそれがあり、工事の目的を達していないもの（ 1

件 781万余円） （560ページ記載）
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・災害復旧事業の実施に当たり、床版補強工を設計する際に、橋りょうの床版下面の鉄筋

に生ずる引張応力度が応力計算上安全とされる範囲に収まっていないのに、誤って、安

全であるなどとしていて、設計が適切でなかったため、床版の所要の安全度が確保され

ていない状態になっているもの（ 1件 2098万余円） （562ページ記載）

・港湾改修事業の実施に当たり、スイングゲートを設計する際に、波浪による波力が作用

することとして各部材の応力計算を行った上でその構造を決定すべきであるのに、応力

計算を行っておらず、設計が適切でなかったため、スイングゲートの所要の安全度が確

保されていない状態になっているもの（ 1件 119万余円） （564ページ記載）

・災害復旧事業の実施に当たり、擁壁を設計する際に、恒久的に供用される構造物である

のに、誤って、腹起し材について仮設構造物に適用される許容曲げ応力度を用いてい

て、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になって

いるもの（ 1件 4665万余円） （567ページ記載）

・街路事業の実施に当たり、橋りょうの基礎杭とフーチングとの結合部を設計する際に、

杭外周部と補強鉄筋との溶接部の応力計算を正しい値により行っていなかったり、施工

において、溶接長及び脚長が不足している箇所が相当数見受けられたりなどしていて、

設計及び施工が適切でなかったため、橋りょう等の所要の安全度が確保されていない状

態になっているもの（ 1件 1億 7725万余円） （569ページ記載）

・道路改築事業の実施に当たり、橋台の胸壁の配筋図を作成する際に、誤って、斜引張鉄

筋について設計計算で安全とされていた鉄筋より細い径の鉄筋を配置することとしてい

て、設計が適切でなかったため、橋台の胸壁等の所要の安全度が確保されていない状態

になっているもの（ 1件 2億 1274万余円） （572ページ記載）

・空港整備事業の実施に当たり、建物等の移転補償に要する費用のうち、営業補償費及び

工作物の移転料の算定が適切でなかったため、補償費が過大となっているもの（ 1件

620万余円） （574ページ記載）

・国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、契約した物品が納入されていないのに納入

されたこととして虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需用

費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしているもの

（12件 2億 9069万余円） （576ページ記載）

〇環 境 省

・浄化槽設置整備事業の経理において、架空の浄化槽設置工事に対して補助事業者が交付

した助成金を補助対象事業費に含めていたため、補助金が過大に交付されているもの

（ 1件 428万余円） （690ページ記載）

・廃棄物処理施設整備事業の実施に当たり、仕様書で定めた設備能力についての確認が十

分でないまま施設の引渡しを受けたことなどのため、ごみ処理施設及び発電施設がいず

れも所期の機能を発揮できず、補助の目的を達していないもの（ 1件 2億 4793万余

円） （691ページ記載）

〇日本私立学校振興・共済事業団

・私立大学等経常費補助金の経理において、学校法人から提出された算定資料に、補助金

の額の算定対象とならない学生や専任教員等の数が含まれるなどしていたのに、この資

料に基づいて補助金の額を算定したため、補助金が過大に交付されているもの（ 5件

4300万余円） （754ページ記載）
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〇独立行政法人情報通信研究機構

・通信・放送新規事業助成事業の実施に当たり、事業の一部について外注費の額を減額し

て支払っているなどして、実績報告書の事業費より低額で実施されていたため、助成対

象事業費が過大に精算されているもの（ 1件 403万余円） （792ページ記載）

〇独立行政法人農畜産業振興機構

・国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量に畜産農家等への販売の事実

がない稲わら等の数量を含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの

（ 1件 754万余円） （817ページ記載）

〇独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

・地域新エネルギー導入促進事業の実施に当たり、他の補助事業で設置したごみ処理施設

から供給される燃料ガスを主燃料とする発電施設が、燃料ガスの流量、組成等が発電に

適さなかったために稼働することができず、補助の目的を達していないもの（ 1件

5475万余円） （825ページ記載）

〇独立行政法人日本学術振興会

・科学研究費補助金の経理において、研究代表者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納

品書、請求書等を作成させて、これにより所属する大学に架空の取引に係る購入代金を

支払わせて別途に経理していたため、補助金が過大に交付されているもの（ 1件 429

万余円） （832ページ記載）

� 貸 付 金 7件 4069万余円

＜貸付金の経理が不当なもの＞

〇経済産業省

・小規模企業者等設備導入資金の貸付けにおいて、借主が、貸付対象設備の代金のうち貸

付金相当額を所定の期限までに購入先に支払っていなかったり、設備を貸付対象事業費

より低額で設置したりなどしていて、これに係る国の貸付金相当額が貸付けの目的に沿

わない結果となっているもの（ 6件 3459万余円） （505ページ記載）

〇独立行政法人奄美群島振興開発基金

・観光関連産業振興資金の貸付けにおいて、借入者が貸付対象である船舶のエンジンを購

入しておらず、事業が実施されていないもの（ 1件 610万円） （872ページ記載）

� 不 正 行 為 22件 6640万余円

＜現金が領得されたもの＞

〇外 務 省

・在外公館の職員が、資金前渡官吏の補助者として支払等の事務に従事中、工事代金や航

空券代等を支払うために振り出された小切手を現金化するなどした前渡資金を領得した

もの（ 1件 1191万余円） （141ページ記載）

〇厚生労働省

・公共職業安定所の職員が、雇用保険の給付等の事務に従事中、端末装置を使用して、架

空の雇用保険被保険者の失業等給付金のデータの入力を行うなどして、自ら開設した架

空の被保険者名義の金融機関口座等に振り込ませて、失業等給付金を領得したもの（ 1

件 1511万余円） （335ページ記載）
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・社会保険事務所等の職員が、厚生年金保険の被保険者資格の確認等の事務に従事中、社

会保険オンラインシステムの端末装置を使用するなどして、親族の年金を不正に増額し

て、親族名義の金融機関口座に振り込ませるなどして、厚生年金保険の老齢年金等を領

得したもの（19件 2634万余円） （335ページ記載）

〇国土交通省

・河川事務所の職員が、分任支出負担行為担当官の補助者として物品の発注等の事務に従

事中、虚偽の支出関係書類を作成して、架空の支払額の一部に相当する額の金券を受け

取るなどして、国に損害を与えたもの（ 1件 1303万余円） （582ページ記載）

� そ の 他 5件 1億 1103万余円

＜交付税の交付が不当なもの＞

〇総 務 省

・特別交付税の措置の対象となる地理情報システム導入に要する経費の算定に当たり、国

庫補助金が充当されている事業費部分は特別交付税算定の対象外であるのに、これを含

めて計算していたため、特別交付税が過大に交付されているもの（ 1件 2837万余円）

（98ページ記載）

＜介護給付費の支払が適切でないもの＞

〇厚生労働省

・介護保険の介護給付費の支払に当たり、介護サービスを提供する事業者において、サー

ビス提供時間に対応した所要時間区分により介護報酬を算定していなかったり、医療法

等に定められている医師の員数に満たないのに所定の減算をしていなかったりなど不適

切な請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったことなどのため、14

事業者に対する支払が適切でなく、これに係る国の負担が不当と認められるもの（ 1件

5378万余円） （338ページ記載）

＜助成金の支給が適正でなかったもの＞

〇独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

・高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給決定に当たり、事業主が、支給申請書等にお

いて支給申請日までに雇用保険の被保険者を雇い入れたこととしていたり、事実と相違

する領収書を添付していたりなど、その記載内容が事実と相違していたのに、これに対

する調査確認が十分でなかったため、3事業主に対する支給が適正でなかったもの（ 1

件 1018万余円） （841ページ記載）

〇独立行政法人雇用・能力開発機構

・中小企業基盤人材確保助成金の支給決定に当たり、事業主が、支給申請書等において過

去 3年間に事業主の企業に勤務したことがある者を新たに雇い入れたこととしているな

ど、その記載内容が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分で

なかったため、 8事業主に対する支給が適正でなかったもの（ 1件 1469万余円）

（854ページ記載）

＜助成金の交付が不当なもの＞

〇独立行政法人国際交流基金

・日米センター助成事業における助成金の額の確定に当たり、領収書の原本により事実を

確認することなく額の確定を行っていて、助成対象額の審査が適切でなかったため、助

成金の交付が不当と認められるもの（ 1件 400万円） （823ページ記載）
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ウ 収入支出以外に関するもの （計 17件 180億 6350万余円）

省庁又は団体名 不 正 行 為 そ の 他 計

件 件 件

内 閣（人事院） 1 1

国 土 交 通 省 1 1

中 小 企 業
金 融 公 庫 2 2

日本郵政公社 12 12

国立大学法人
筑 波 大 学 1 1

計 15 2 17

� 不 正 行 為 15件 2億 4757万余円

＜現金等が領得されたもの＞

〇内閣（人事院）

・職員が、会議室に保管中のノート型パーソナルコンピュータを領得したもの（ 1件 186

万余円） （84ページ記載）

〇国土交通省

・河川国道事務所の職員が、電力ケーブルの更新を行う設備工事の監督員として監督業務

に従事中、埋設管路内に存置することとされていた旧電力ケーブルの撤去及び売却を無

断で請負業者に指示して、その売却代金の一部を領得したもの（ 1件 127万余円）

（582ページ記載）

〇日本郵政公社

・郵便局の職員が、窓口端末機を不正に操作して払い出した郵便貯金預入金や郵便貯金貸

付金、預金者から預かった貯金証書等を使用して払戻しの手続を行い交付を受けた郵便

貯金払戻金等を領得したもの（12件 2億 2401万余円） （769ページ記載）

〇国立大学法人筑波大学

・附属学校教育局の職員が、光熱水料の受領及び預入れ等の事務に従事中、建物の一部を

貸与している団体等から光熱水料として受領した預り金等を領得したもの（ 1件 2041

万余円） （893ページ記載）

� そ の 他 2件 178億 1593万余円

＜保険の引受けが適切でなかったもの＞

〇中小企業金融公庫

・中小企業信用保険事業の実施に当たり、 2信用保証協会において、受け取る保険金の額

が多くなるよう中小企業信用保険法等に違反してし
�

意的に保険種類の選択を行っていた

のに、これに対する確認が適切でなかったため、そのまま保険を引き受けているもの

（ 2件 178億 1593万余円） （747ページ記載）

第
1
章

第
2
節

第
1

事
項
等
別
の
検
査
結
果

― 31 ―



� 意見を表示し又は処置を要求した事項

「意見を表示し又は処置を要求した事項」として計 53件掲記した。

ア 会計検査院法第 34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項

29件

� 適宜の処置を要求したもの 4件

〇国会（衆議院）

・衆議院赤坂議員宿舎整備等事業契約における消費税の取扱いについて

衆議院は、議員宿舎の建設、維持管理、運営支援等を目的とする PFI事業を事業者と契

約を締結して実施しており、サービス対価の総額に 100分の 5を乗じた消費税相当額を

契約金額に含めて契約金額としている。このうち、施設購入費は 25年にわたり年 2回の

割賦支払となっていて、事業契約に基づいて支払う割賦金利は、施設購入費の割賦元本

を分割して支払うことによる利子相当額と認められる。しかし、割賦金利の金額を契約

書に明示するなど、割賦金利が消費税法に定める課税されない利子等に該当するように

事業契約を定めていれば、割賦金利に係る消費税相当額を支払う必要はないのに、これ

を契約金額に含めて支払を継続している事態は適切とは認められない。したがって、衆

議院において、事業の支払額の節減を図るために、契約相手方と協議の上、割賦金利に

係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの処置を講ずる要

がある。 （ 1件 指摘金額 3億 4601万円）

（79ページ記載）

〇財 務 省

・公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業等契約における消費税の取扱いについて

財務省の関東、東海、近畿各財務局は、公務員宿舎の建設、維持管理等を目的とする PFI

事業を事業者と契約を締結して実施しており、サービス対価の総額に 100分の 5を乗じ

た消費税相当額を契約金額に含めて契約金額としている。このうち、建設費相当分は年

1回の割賦支払となっていて、事業契約に基づいて支払う割賦金利は、建設費相当分の

割賦元本を分割して支払うことによる利子相当額と認められる。しかし、割賦金利の金

額を契約書に明示するなど、割賦金利が消費税法に定める課税されない利子等に該当す

るように事業契約を定めていれば、割賦金利に係る消費税相当額を支払う必要はないの

に、これを契約金額に含めて支払を継続している事態は適切とは認められない。した

がって、各財務局において、事業の支払額の節減を図るために、契約相手方と協議の

上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの

処置を講ずる要がある。 （ 1件 指摘金額 7977万円）

（175ページ記載）

〇防 衛 省

・廃電池の管理について

海上自衛隊は、潜水艦救難母艦等に搭載されている深海救難艇等に電力を供給するため

に銀電池を使用している。そして、その廃電池から粗銀を回収して、この粗銀を精製し

たものを銀電池製作時の官給品として使用し、 5か年分の官給所要量を超えた廃電池に

ついては、年度処分計画を定めて売り払うこととしている。しかし、年間の官給所要量

から推計すると、銀は約 10か年分に相当する量を、また、廃電池から回収が見込まれる
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粗銀は約 17か年分に相当する量をそれぞれ保管していて、 5か年分の官給所要量を超え

ているにもかかわらず、廃電池の売払いが行われていない事態が見受けられた。した

がって、海上自衛隊補給本部において、銀及び廃電池の保管状況を勘案した銀回収サイ

クルを十分に検討した上で、 5か年分の官給所要量を超える廃電池について全体保管数

を対象とした処分計画を作成するなどして、これらの廃電池を速やかに売り払う処置を

講ずる要がある。 （ 1件 指摘金額 9億 8060万円）

（704ページ記載）

〇成田国際空港株式会社

・空港施設用地及び航空保安施設用地の貸付契約の有償化について

成田国際空港株式会社が所有する空港施設用地等の土地の貸付けについては、同会社の

規程に基づき適正な対価によることとされている。しかし、同会社は新東京国際空港公

団が国の官署と無償の貸付契約を締結していた土地を同会社設立後も引き続き無償で貸

し付けていたり、平成 16事業年度以降に新規に国の官署と無償の貸付契約を締結してい

たりしていて、同会社の規程に適合したものとはなっていない事態が見受けられた。し

たがって、成田国際空港株式会社において、無償の貸付契約の有償化に向けて、借受者

である国の官署と速やかに協議を行うなどして、貸付契約を同会社の規程に適合したも

のとする要がある。 （ 1件 指摘金額 9966万円）

（775ページ記載）

� 適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの 4件

〇厚生労働省

・生活保護事業の実施における詐取等の事態の防止について

生活保護の実施に当たり、福祉事務所において、保護費等の支給事務等が適正に行われ

ていなかったために現業員等による詐取等が発生して、その再発防止対策についても十

分でなかったり、詐取等が発生していない福祉事務所においても同様に、事務処理が適

正に行われていなかったりしている事態が見受けられた。また、厚生労働省において、

現業員等による詐取等について直ちに報告を受ける体制が執られていなかったり、現業

員等による詐取等に係る保護費等が国庫負担の対象とならないよう負担金の精算方法を

明確にしていなかったりなどしている事態が見受けられた。したがって、厚生労働省に

おいて、詐取等を防止するために、事業主体における内部統制を十分機能させることな

どにより保護費の支給事務等を適正に実施させるとともに、詐取等に係る事案の把握体

制や負担金の精算方法等について整備するなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 1億 4237万円）

（342ページ記載）

〇環 境 省

・浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の実施について

環境省は、市町村が浄化槽設置整備事業又は浄化槽市町村整備推進事業を行った場合

に、国庫補助金等を交付している。これらの事業について、設置された浄化槽が使用さ

れておらずその効果が発現していない事態、事業実施年度の前年度以前に既に設置が済

んでいる浄化槽を補助対象としている事態、設置された浄化槽が法定検査を受検してお

らず適正に設置及び維持管理されているか確認ができていない事態が見受けられた。し
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たがって、環境省において、設置した浄化槽の効果を早急に発現させるとともに、浄化

槽が適正に維持管理されているか確認して、併せて浄化槽の使用開始期限等を要綱等に

明記して、法定検査を受検しているか確認する体制を市町村が整備するよう指導するな

どの処置を講ずる要がある。 （ 1件 指摘金額 38億 4728万円）

（693ページ記載）

〇防 衛 省

・部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録について

海上自衛隊が部隊発注工事により取得した情報・通信設備等の財産について、部隊発注

工事により新たに取得した財産を国有財産台帳等に記録して管理すべきであることにつ

いての認識が十分でなかったことなどのため、国有財産法又は物品管理法に従った国有

財産台帳等への記録が行われていないなどの事態が見受けられた。したがって、海上自

衛隊において、国有財産台帳等に記録されていない国有財産等を国有財産台帳等に正確

に記録するために必要な措置を講じ、また、部隊発注工事により今後取得する財産につ

いて適切な管理を行うために国有財産台帳等への正確な記録が確実に行われる体制を整

備する要がある。 （ 1件 指摘金額 12億 9759万円）

（709ページ記載）

〇国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫

・統合して株式会社日本政策金融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営につい

て

平成 20年 10月 1日に統合して株式会社日本政策金融公庫となる国民生活金融公庫、農

林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫は、それぞれの住宅規則等に基づき、所有住宅又

は借上住宅を職員住宅として職員に貸与している。しかし、職員住宅の管理運営等が公

庫ごとに行われていることなどのため、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の所有

住宅に 1年以上の空室があるにもかかわらず、別途、借上住宅を職員に貸与している事

態が見受けられた。したがって、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫において、所

有住宅に空室がある場合は当該所有住宅への入居を最優先することとして借上住宅の速

やかな削減を図り、また、各公庫において、職員住宅の入居状況等の情報を共有するな

どして各公庫が現在保有する所有住宅を全体で有効活用することを検討して、統合の効

果の発現を期する要がある。 （ 1件 指摘金額 5668万円）

（742ページ記載）

� 是正改善の処置を求めたもの 21件

〇内閣府（内閣府本府）

・沖縄振興計画推進調査委託費等による調査・検討業務の委託契約等について

内閣府沖縄総合事務局は、沖縄振興計画推進調査委託費等により調査・検討業務を実施

している。このうち委託契約により実施しているものについては、業務の実施過程を明

らかにして、業務の完了後は精算報告書等に基づいて契約額の精算を行っている。一

方、請負契約により実施しているものについては、委託契約と業務の内容及び調査方法

に差異がないのに、業務の実施過程が把握されておらず、業務の完了後に契約額の精算

が行われていない事態は適切とは認められない。したがって、内閣府沖縄総合事務局に

おいて、委託費により行う調査・検討業務の実施に当たっては、業務の実施過程を把握
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して、その実績に基づいて業務の完了後に契約額の精算を行う処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 8688万円）

（85ページ記載）

〇総 務 省

・地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置の利用状況に

ついて

テレビ会議装置について、平成 14年の会計実地検査においてその利用が低調な事態等が

見受けられたので、本院が指摘したところ、14年 10月に総務省は事業主体に対して需要

を的確に把握することを周知徹底するなどの改善の処置を講じた。しかし、その後の状

況について検査したところ、これまでに整備されたテレビ会議装置の利用状況は全般的

に極めて低調で事業目的が達成されていなかった。このため、テレビ会議装置の需要は

限定的なものと認められ、テレビ会議装置の整備費を補助の対象とすることは適切とは

認められず、総務省はテレビ会議装置の整備費を原則として補助の対象から除外するな

どの処置を講じている。したがって、総務省において、これらの処置がより実効あるも

のとなるよう事業主体向け補助事業実施マニュアルを早急に改訂するなどの処置を講ず

る要がある。 （ 1件 指摘金額 2億 3229万円）

（99ページ記載）

〇法 務 省

・刑事施設における医薬品の調達について

刑務所、拘置所等の刑事施設は、診療所等として被収容者に対する診療を行うために多

額の医薬品を調達している。医薬品の調達に当たり、これを随意契約で行っていたり、

取得請求書に商品名を記載して調達品目が限定されたりしていたために、調達額が割高

となっている事態が見受けられた。したがって、法務省において、会計法令に基づき原

則として一般競争入札による契約を行うとともに、医師が医療上の必要により特定の医

薬品を使用する場合以外は、同等品を含めて医薬品を広く選定できる方法を採ることな

どの処置を講ずる要がある。 （ 1件 指摘金額 1億 3559万円）

（130ページ記載）

〇国土交通省

・下水道のシールド工法で使用するセグメントの材料単価の決定について

国庫補助事業に係る下水道の管きょ築造工事におけるセグメントの材料単価の決定に当

たり、特別調査を行うことにより製造原価等の調査が可能であり、実勢の価格により近

い経済的なものとすることができるのに、事業主体である県市において、製造会社から

の見積りを基に決定していて、材料費の積算額が過大となっている事態が見受けられ

た。したがって、国土交通省において、各都道府県等に対して、セグメントの材料単価

の決定に当たっては、特別調査を活用するなどして、より実勢の価格に近づけるための

検討を十分に行い、適切な積算を行うよう助言するとともに、この旨が各都道府県等管

内の関係各機関等に周知徹底され、適切な工事費の積算が行われることの処置を講ずる

要がある。
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（583ページ記載）

・地盤改良工事の設計について

国土交通省及び各県は、地盤改良工事の設計に当たり、施工現場が民家に隣接するなど

周辺環境等に配慮する必要がある場合に、地盤改良材に発じん抑制型のセメント系固化

材を使用してスタビライザ等により地盤改良材と軟弱土を混合する工法で設計してい

る。しかし、国土交通省が積極的な活用を進めている新技術の中には、発じん抑制型の

セメント系固化材よりも安価な一般軟弱土用のセメント系固化材を使用しても、粉じん

の発生を抑制できる移動型土質改良用機械による工法があり、この工法によると地盤改

良工費が安価となる場合があるのに、経済比較等の検討を十分行っておらず、経済的な

設計となっていない事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、粉じんの

発生を抑制する必要がある地盤改良工事の実施に当たり、工法の選定を適切なものとし

て経済的な設計を行うことなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 2750万円）

（587ページ記載）

・調査等業務における交通船等の借上費に係る船員数の積算について

国土交通省は、港湾整備事業における港湾施設の設計等に先立って、国の直轄事業又は

補助事業として、土質調査、測量等の調査等業務を実施している。調査等業務において

調査技師が乗船する交通船等の借上費の積算に当たっては、国土交通省港湾局が制定し

た「港湾請負工事積算基準」等において、計 2名の船員が乗船することとして算定するこ

となどとされている。しかし、調査等業務においては、交通船等に実際に乗船している

船員数は 1名となっているものが多数を占めており、その主な作業内容は調査技師の指

示に従って岸壁と海上の調査現場の間を移動するための操船作業となっていて、積算基

準が実態を反映していない事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、調

査等業務で使用する交通船等について、作業の実態に合わせて積算基準を改め、国土交

通省及び港湾管理者等が積算を適切に行うことができるよう処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 9910万円）

（592ページ記載）

・トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定について

国土交通省及び各県は、トンネル工事における粉じん対策として集じん機を使用してお

り、集じん機の機種及び規格については、トンネルの規模等から処理容量を算出するな

どして選定している。集じん機の機種にはフィルタ式と電気式があり、フィルタ式の集

じん機を選定している工事の中には、損料が安価で電力使用量が少ないなどのため運転

経費が安価となる電気式の集じん機を選定できるのに、経済比較等の検討を十分行って

おらず、経済的な設計となっていない事態が見受けられた。したがって、国土交通省に

第
1
章

第
2
節

第
1

事
項
等
別
の
検
査
結
果

― 36 ―



おいて、トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定に当たり、近年

の電気式集じん機の普及等を考慮するなどして、フィルタ式と電気式との比較検討を適

切に実施して経済的な設計を行うことなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 1億 8170万円）

（596ページ記載）

〇防 衛 省

・専用サービス契約における高額利用割引の適用について

防衛省は、全国に所在する部隊等の間でデータ及び音声通信を行うために、NTT各社が

契約約款に基づき提供する専用サービスを利用しており、各自衛隊ごとに NTT各社から

高額利用割引の適用を受けていた。しかし、専用サービスの高額利用割引制度において

は、割引対象基本額のうち高額の部分ほど高い割引率が適用されることから、各自衛隊

ごとに割引の適用を受けるよりも、防衛省全体で割引の適用を受けることとすれば、専

用料をより節減することが可能であると認められる。したがって、防衛省において、防

衛省全体で NTT各社から高額利用割引の適用を受けることとする要がある。

（ 1件 指摘金額 5780万円）

（713ページ記載）

・陸上自衛隊の会計業務システムの運用について

陸上自衛隊は、駐屯地における会計業務の効率化及び合理化を図るために、35駐屯地に

所在する会計隊に会計業務システムを導入している。会計業務システムは、駐屯地に所

在する会計隊が契約、支払等のデータを端末から入力して、機器に蓄積されたデータか

ら、関係帳簿及び帳票を作成するものである。しかし、会計業務システムを使用して行

うべき会計業務が同システムの運用及び管理のための要領に規定されていないことなど

から、端末が会計業務に使用されていなかったり、データを端末から入力していないた

めに機器にデータが蓄積されていなかったりなどしていて、会計業務システムが利用さ

れていない事態が見受けられた。したがって、陸上自衛隊において、会計業務システム

の機器についてその必要性の再検討を行い、陸上幕僚監部において、会計業務システム

の運用及び管理のための要領に会計業務システムを使用して行う会計業務を明確に規定

するなどの処置を講ずる要がある。 （ 1件 指摘金額 1億 1400万円）

（716ページ記載）

〇日本中央競馬会

・有料駐車場の運営について

日本中央競馬会は、有料駐車場の運営に当たり、駐車場用地等を随意契約により関連公

益法人に貸し付ける賃貸方式を一部を除いて採用している。関連公益法人が競馬会に対

して支払う貸付料に比べて多額の駐車場利用料金を収受して収入としているのに、競馬

会が有料駐車場用地等の貸付料を実情に沿って見直したり、駐車場内の車両整理等の業

務を外部に委託することにより自ら運営を行う委託方式を採用したりすることについて

十分な検討を行うことのないまま賃貸方式を続けている事態が見受けられた。また、駐

車場の運営という業務内容からみて、関連公益法人と随意契約を締結する合理的な理由

があるとは認められない。したがって、日本中央競馬会において、有料駐車場運営業務

の実態、関連公益法人が収入としている駐車場利用料金、運営業務に要する経費を勘案
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して、賃貸方式による場合であっても競争契約として貸付料を見直したり、委託方式に

する場合には競争契約によることとして、併せて駐車場利用料金を自らの収入としたり

する処置を講ずる要がある。 （ 1件 指摘金額 7億 9163万円）

（761ページ記載）

〇日本郵政株式会社

・パーソナルコンピュータ用ソフトウェアの使用権の購入について

日本郵政株式会社は、マイクロソフト社製ソフトウェアの使用権を日本郵政公社から承

継して自ら使用するほか、日本郵政グループ各社にも使用させている。これらの使用権

の大半は、GEAと呼ばれる政府機関向けの購入方法によって購入されており、GEAに

は、購入したソフトウェアの新バージョンが通常 3年間の契約期間中に発売された場

合、これを使用する権利（SA）が含まれている。そして、SAを行使できる期間は使用権の

契約更新により延長できるが、これに要する費用は使用権を GEAにより新規に購入する

よりも安価となっている。しかし、日本郵政公社において、ソフトウェアの使用権の内

容を十分に把握していなかったことなどのため、平成 14年 3月に GEAにより購入した

使用権の契約期間が満了する 17年 3月に契約の更新を行わず、17、18年度に新規に

GEAによりソフトウェアを購入したため不経済となっているなどの事態が見受けられ

た。したがって、日本郵政株式会社において、使用権の内容を十分に把握して日本郵政

グループ各社にも周知を図るとともに、ソフトウェアを中長期的に使用した場合の経済

性を検討する体制を整えるなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 9011万円）

（785ページ記載）

〇独立行政法人農業生物資源研究所

・農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステム運用支援業務等の労務費の積算に

ついて

独立行政法人農業生物資源研究所は、統合データベースシステムの運用支援業務等に係

る労務費の積算に使用するシステムエンジニアの時間単価について、当該業務はすべて

生命情報科学の高度な専門性を必要とするとして、市販の積算参考資料に掲載されてい

る高度な専門性を必要としない業務を対象とした時間単価を用いないで、それより高い

大手メーカー 6社の技術者料金を平均した時間単価を使用していた。しかし、仕様書の

内容には、生命情報科学の高度な専門性を必要とする業務内容のものがある一方、高度

な専門性を必要としない業務内容のものも含まれており、このような仕様書の業務内容

を十分に精査することなく積算していることは適切とは認められない。したがって、独

立行政法人農業生物資源研究所において、仕様書の業務内容について十分に精査、検討

した上で、業務の内容に適合した経済的な積算を行うよう処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 2093万円）

（803ページ記載）

〇独立行政法人労働者健康福祉機構

・交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について

独立行政法人労働者健康福祉機構は、職員の通勤手当について、給与規程等に基づい

て、 1か月定期券の価額等を基にして支給している。しかし、国及び他の独立行政法人
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においては、経済的な 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給しているのに、事務手

続が煩雑となるなどの理由で、 1か月定期券の価額等を基に通勤手当を支給している事

態は適切とは認められない。したがって、独立行政法人労働者健康福祉機構において、

給与システムの改修等の所要の準備を的確に進め、経済的な 6か月定期券の価額に基づ

く通勤手当を支給することを確実に行う要がある。 （ 1件 指摘金額 3856万円）

（857ページ記載）

〇独立行政法人都市再生機構

・緊急連絡員業務及び管理連絡員業務の委託契約における経費の算定について

独立行政法人都市再生機構は、管理している賃貸住宅等に緊急連絡員及び管理連絡員を

配置しており、これらの連絡員が行う業務と連絡員を採用するなどの業務を緊急連絡員

業務及び管理連絡員業務として、それぞれ随意契約により委託して実施している。委託

業務の契約に当たり、連絡員を採用するなどの業務に係る委託先の人件費及び物件費の

実態を調査して直接経費を算出することなく、連絡員の報酬額に経費率を乗じて得られ

た額を、連絡員を採用するなどの業務に係る経費として算定している事態が見受けられ

た。したがって、独立行政法人都市再生機構において、委託業務の契約における連絡員

を採用するなどの業務に係る経費については、その業務の実態等を十分調査して、これ

らの結果に基づいた算定方法に改めるなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 2792万円）

（868ページ記載）

〇国立大学法人東京芸術大学、国立大学法人三重大学、国立大学法人京都大学、国立大学

法人京都工芸繊維大学、国立大学法人奈良女子大学、国立大学法人九州大学、大学共同

利用機関法人自然科学研究機構

・交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について

7国立大学法人等は、職員への通勤手当を 1か月定期券の価額を基に支給している。し

かし、国及び大多数の国立大学法人等においては経済的な 6か月定期券の価額に基づい

て通勤手当を支給しており、 1か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している事態は

適切とは認められない。したがって、 7国立大学法人等において、 6か月定期券の価額

に基づいて通勤手当を支給する処置を講ずる要がある。

�
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�

7件 指摘金額 国立大学法人東京芸術大学 922万円

国立大学法人三重大学 1614万円

国立大学法人京都大学 1億 1206万円

国立大学法人京都工芸繊維大学 1233万円

国立大学法人奈良女子大学 726万円

国立大学法人九州大学 5371万円

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 970万円

�
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�
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�
�
�

（896ページ記載）

イ 会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求め及び同法第 36条の規定により改

善の処置を要求した事項 1件

〇総 務 省

・市町村合併に係る特別交付税の額の算定について
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総務省は、地方団体に対して、市町村合併に係る財政需要額として、合併後のまちづく

りのために都道府県が交付する補助金等の経費、市町村が合併準備のために必要とする

経費及び合併関係市町村が合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要とする

経費に係る額などを地方団体から報告させて、その報告額の 2分の 1に相当する額等を

特別交付税で措置している。この特別交付税の額の算定において、これら三つの経費に

係る財政需要が適切に報告されていなかったり、それぞれ報告額が決算額を上回り多額

の開差が生じたりするなどして、特別交付税が地方団体の財政需要の決算額に基づいて

算定した金額と比べて過大に措置されるなどしている事態が見受けられた。したがっ

て、総務省において、適正な財政需要に基づき特別交付税を交付できるようにするため

の規定を整備するとともに、地方団体に対して、事業費等を精査して可能な限り適切な

報告額を報告して、報告後に報告額に変動が生じたものについてはその額を翌年度に報

告するよう要請するなどの処置を講ずる要がある。（ 1件 指摘金額 96億 9389万円）

（105ページ記載）

ウ 会計検査院法第 36条の規定により意見を表示し又は改善の処置を要求した事項 23件

� 意見を表示したもの 16件

〇総 務 省

・独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投資特別会計からの

出資金の規模等について

独立行政法人情報通信研究機構は、平成 15年 4月 1日に通信・放送機構が基盤技術研究

促進センターから承継した産業投資特別会計からの出資金 188億 6640万余円等を 16年 4

月 1日に承継している。承継した政府出資金等は、承継した株式処分業務及び債権管理

回収業務に必要な資金に充てるべきものとされている。そして、株式処分業務は 18年 6

月に終了して、債権管理回収業務についても承継時 38億 0360万円の貸付金元本残高が

19年度末時点で 5億 2809万円まで減少している。このように承継した業務の規模が年々

縮小して、出資金の額は承継した業務量に比べて過大となっていくことが明らかである

にもかかわらず、多額の出資金を投資有価証券の形で保有して承継業務の経常費用を大

きく上回る財務収益を計上し続けている事態は、現下の財政状況等にかんがみると、国

の資産の有効活用の面から適切とは認められない。したがって、総務省において、独立

行政法人情報通信研究機構の通信・放送承継勘定における保有資金について、不要財産

かどうかの見極めを行うなどして、出資金の額の適切な規模を検討して、出資金の減資

を行うことにより生ずる資金の国庫返納を可能とする検討を行う要がある。

�
�
�
�
�
�
�
�

1件

背景金額 188億 6640万円

�
�
�
�

独立行政法人情報通信研究機構の通信・

放送承継勘定における政府出資金の全体

額

�
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（115ページ記載）

〇法 務 省

・国有財産の管理における登記の嘱託について

法務省が国有財産の取扱いに関して定めている訓令に規定されている登記の嘱託につい
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てみると、訓令において、登記の嘱託に係る必要性や具体的手続が明確になっていな

かったため、土地又は建物を購入、交換又は所管換により取得した場合や、借地に建物

を新築したなどの場合に、登記の嘱託が行われていないなどの事態が見受けられた。し

たがって、法務省において、国有財産部局長が管理することになっている国有財産につ

いて、訓令に基づいた適切な登記の嘱託を行い、適正な管理を行えるよう、登記の嘱託

に係る必要性や具体的手続を明確にする訓令の改正を行い、各国有財産部局長に対して

改正後の訓令の周知徹底を図る要がある。 （ 1件 指摘金額 313億 5052万円）

（135ページ記載）

〇外務省及び独立行政法人国際協力機構

・政府開発援助の効果の発現について

外務省、独立行政法人国際協力機構等の援助実施機関が行う政府開発援助について、�

無償資金協力において、資材調達型の援助により相手国が建設した施設の安全性及び耐

久性が損なわれていたり、我が国による改修は完了したが他の援助国等による改修が遅

れていて、施設が十分に効果を発揮していなかったりしている事態、�円借款におい

て、建設された施設の稼働実績が計画を大幅に下回っていたり、建設された施設が稼働

していなかったりしている事態が見受けられた。これらは、相手国側の事情等もある

が、外務省及び独立行政法人国際協力機構においては、援助の効果が十分に発現するよ

う、資材調達型の援助については、相手国が行う工事の完成時に出来型の確認を行った

り、相手国の事業計画に対して多数の国等が関係する場合に相手国及び関係国との調整

を綿密に行い、事業の早期完了に向け進ちょくが一層図られるよう努めたり、事後評価

及び事後モニタリングで得られた教訓及び提言が十分活かされるよう積極的な事後監理

に取り組んだりするなどの要がある。
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1件

背景金額 無償資金協力 31億 4854万円

円借款 239億 2425万円

�
�
�
	

援助の効果が十分発現していないと認め

た事業に係る贈与額計又は貸付実行累計

額
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（142、819ページ記載）

〇農林水産省

・林業・木材産業改善資金貸付事業の運営について

林野庁は、林業及び木材産業経営の健全な発展等に資することを目的として、林業従事

者等が林業経営の改善等のために必要とする資金の貸付事業を行う都道府県に対して資

金の一部を国庫補助金として交付している。本件事業において都道府県の特別会計で多

額の繰越金が発生して、財政資金が効果を発現することなく滞留している事態につい

て、平成 13年に、林野庁は本院の指摘を受けて、都道府県において資金を貸付需要に対

応した適切な資金規模として、貸付けが見込まれない額を国へ自主納付できることとす

るなどの処置を講じている。しかし、その後も、多くの県において依然として資金が貸

付需要に対応した適切な資金規模となっておらず、多額の繰越金を発生させている事態

が見受けられた。林野庁は今回の本院の検査結果に基づいて、都道府県に対して、自主
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納付の検討対象とすべき額の算定方法についての指針を示すなどしている。したがっ

て、林野庁において、都道府県に対して自主納付の検討対象とすべき額の算定方法につ

いての指針の周知徹底を図るとともに、資金の運営状況についてより一層把握に努め、

その状況に応じた的確な指導を行う要がある。 （ 1件 指摘金額 9億 6528万円）

（445ページ記載）

〇経済産業省

・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資

特別会計からの出資金の規模等について

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、平成 15年 4月 1日に新エネル

ギー・産業技術総合開発機構が基盤技術研究促進センターから承継した産業投資特別会

計からの出資金 183億 1236万余円等を同年 10月 1日に承継している。承継した政府出資

金等は、承継した株式処分業務及び債権管理回収業務に必要な資金に充てるべきものと

されている。そして、株式処分業務は 19年 6月に終了して、債権管理回収業務について

も承継時 100億 0465万余円の貸付金元本残高が 19年度末時点で 17億 0085万余円まで減

少している。このように承継業務の規模が年々縮小していることなどから、政府出資金

の大部分を投資有価証券等の形で保有し続けている事態は、現下の財政状況等にかんが

みると、国の資産の有効活用の面から適切とは認められない。したがって、経済産業省

において、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の鉱工業承継勘定におけ

る保有資金について、不要財産かどうかの見極めを行うなどして、出資金の額の適切な

規模を検討して、出資金の減資を行うことにより生ずる資金の国庫返納を可能とする検

討を行う要がある。
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1件

背景金額 183億 1236万円

�
�
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構の鉱工業承継勘定における政

府出資金の全体額
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（509ページ記載）

〇経済産業省、環境省

・エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について

石油石炭税等を財源として燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策を行っ

ているエネルギー需給勘定において、剰余金が依然として高い水準で推移している。剰

余金が生じている要因を分析したところ、主として、歳出における不用額等が要因に

なっていて、しかも、特定の費目において継続して多額の不用額が発生している状況が

見受けられた。そして、過年度の実績を十分考慮しないまま予算額を見積もっているこ

となどにより、予算額と実績額との間でか
�

い
�

離が生じて不用額が継続して発生するなど

していて、エネルギー需給勘定で実施する事業に充てるために一般会計から繰り入れら

れるなどした財源が有効に活用されておらず、その結果、多額の剰余金が生じているも

のと認められる。したがって、経済産業省及び環境省において、エネルギー需給勘定の

剰余金を極力減少させるよう、不用額の発生要因を見極めて、この要因が予算額と執行
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実績との継続的なか
�

い
�

離等に起因する場合は、歳出の見積りに当たり、それらを十分考

慮した適切なものにするなどの要がある。
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2件

背景金額 2491億円

�
�

�
平成 19年度決算における剰余金の全体
額

	



�

�



�

（517、698ページ記載）

〇国土交通省

・高齢者の生活特性に配慮した公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提供す

るために整備された高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の利用状況について

国土交通省は、シルバーハウジング・プロジェクトによる公営住宅整備事業を実施する

地方公共団体に対して、高齢者の生活特性に配慮した公営住宅及び附帯施設の整備に要

する費用について補助金等を交付している。附帯施設として整備した高齢者生活相談所

及び LSA専用住戸の利用状況について、高齢者生活相談所 221か所が平成 19年度におい

て十分利用されていなかったり、LSA専用住戸 14戸が 1年以上空き家となっていたりし

ている事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、事業主体に対して、住

宅供給者と福祉提供者が高齢者生活相談所の利用方法等について十分協議を行い、策定

した事業計画に従って高齢者生活相談所の供給を行うよう周知徹底を図るとともに、高

齢者生活相談所及び LSA専用住戸を有効に利活用するための方策を示すなどの要があ

る。 （ 1件 指摘金額 5億 0504万円）

（601ページ記載）

・国土交通省における一般乗用旅客自動車の使用状況について

国土交通省の平成 19年度のタクシーの使用に関して、タクシー乗車券に使用時間等の記

入欄がなかったり、タクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されなかったりし

て、タクシー乗車券の管理及び使用の確認が十分に行われていない事態が見受けられ

た。20年度以降は 20年 3月に発した通知等に基づいたタクシー乗車券の管理等が行われ

ているが、国土交通省において、タクシー乗車券の記入欄が同省が例示している記入事

項に対応していない場合の記入方法等を明記したり、使用済みタクシー乗車券が返却さ

れない場合の使用金額等の確認が確実にできる方策を検討したりして、より適切な管理

等を行う要がある。

�
���
�
�
�

1件

背景金額 18億 7911万円

�
�

�
平成 19年度のタクシー利用契約に係る
使用金額

	



�

�



�

（608ページ記載）

・道路整備特別会計における支出の状況について

道路整備特別会計における支出の状況について、連絡用車両の車両管理業務の発注にお

いて、長期にわたって指名業者が特定の少数の業者で占められているなどしていたり、

広報広聴業務の発注において、応札（応募）者数が限られることとなるなど契約方式の見
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直しの効果が十分現われていないなどしていたり、観光資源の活用等地域に密着した調

査研究業務において、成果物等をホームページ等により地域に周知するなど、より効果

的な取扱いとなっていなかったりしている事態が見受けられた。また、公益法人に発注

する調査研究業務等において、公益法人が外部の業者に業務の一部を再委託している契

約があるが、これらの中には再委託の承認申請を行っていなかったり、成果物の照査が

十分でなかったりしている事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、道

路関係業務の適正かつ効率的な予算の執行を図る要がある。

���
�
�
�
�
�
�
�

1件

背景金額 728億 9095万円

�
�
�
�
�
�

地方整備局等における連絡用車両の車両

管理業務等の支出額の総額及び道路関係

公益法人に対する調査研究業務等の支出

額の総額

�
	
	
	
	



�
���
�
�
�
�
�


（622ページ記載）

〇国土交通省、内閣府（警察庁）、総務省、財務省

・自動車保有関係手続のワンストップサービスの実施状況等について

国土交通省、警察庁、総務省、国税庁等は、自動車の検査・登録、自動車保管場所証明

の申請等の手続を関係各機関に赴いて行う申請者等の負担を軽減して、行政事務の効率

化を図るために、平成 17年 12月から、インターネット上で一括して手続を行うことの

できるワンストップサービスの供用を開始している。しかし、自動車の購入時にサービ

スの利用を選択することで代理申請手数料を節減し得ることが購入者に十分周知されて

いないこと、自動車販売事業者等はサービスを利用することで登録予定日を想定しづら

くなることなどから、サービスの開発費及び維持関係費用が多額に上っているにもかか

わらず、サービスの利用率が低迷していてサービスの効果が十分発現していない事態が

見受けられた。したがって、 4省庁において、自動車の購入者へサービスの周知を図

り、利用者等の意見等を的確に捉えた方策を講じて、システムの改善を図るなどして利

便性を向上させるとともに、その利用状況等を勘案して、システム機器等を的確な性能

及び構成としたり、深夜の時間帯等における運用休止時間を適切に設定したりするなど

して、維持管理費用の節減を図るなどの要がある。

��
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

4件

指摘金額 国土交通省 4073万円

背景金額 国土交通省 52億 7235万円

内閣府（警察庁） 5億 2160万円

総務省 5億 2843万円

財務省 1億 9727万円

�
�
�
�

ワンストップサービスの平成 19年度末
までの開発費の合計及び維持関係費用の

合計

�
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（635、89、114、181ページ記載）

〇国立大学法人東北大学

・東北大学病院が発注した工事契約に係る内部統制等について
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国立大学法人東北大学の東北大学病院において、会計規程等に定められた契約事務を行

うことなく工事を発注して、工事完了後に予定価格を設定したり、契約書を作成したり

するなどしていて、会計規程等が遵守されていない事態が見受けられた。このことか
けん

ら、病院の内部統制等の状況についてみたところ、内部牽制が十分機能していなかった

り、各監査機関等において内部統制についての監査が適切に行われていなかったりする

などしていた。したがって、国立大学法人東北大学において、内部統制等が十分機能す

るよう、各監査機関等が、個別の契約事務等についても厳正に監査するなど的確な監査

を実施していくなどの要がある。 （ 1件 指摘金額 2310万円）

（884ページ記載）

〇株式会社かんぽ生命保険

・保険金等の適切な支払について

株式会社かんぽ生命保険における保険金等の支払について、被保険者が死亡した後の年

金の速やかな支払停止や支払事由が発生している保険金等に係る適切な請求勧奨が行わ

れておらず、過払いや未払が生じている事態が見受けられた。したがって、株式会社か

んぽ生命保険において、年金の過払いを防止するために、死亡保険金の支払時において

同一被保険者の年金保険契約を調査して年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受ける

など、年金の速やかな支払停止を行うことができる事務手続を検討したり、保険金等の

未払を減少させるために、保険金の支払時において同一被保険者のその他の保険契約を

調査することや死亡還付金について支払案内書を送付することなど、情報システム上の

データを基に効果的な請求勧奨を行うことができる事務手続を検討したりなどする要が

ある。
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1件

指摘金額 3196万円

背景金額 1億 4492万円

�
�
�
�

他の保険契約の支払請求により支払事由

の発生が把握できるが未請求のままと

なっている保険金等の額

�
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（911ページ記載）

� 改善の処置を要求したもの 7件

〇厚生労働省

・介護保険における財政安定化基金の基金規模について

財政安定化基金は、都道府県が管内の市町村の介護保険財政の財源に不足が生じた場合

に資金の貸付け・交付を行うために設置するもので、国は、その造成額の 3分の 1を拠

出することとなっている。検査を実施した 24都道府県における造成額に対する貸付け・

交付額の割合は、第 1期は 0.0％から 88.0％、第 2期は 0.0％から 76.6％と都道府県間で

相当のばらつきが生じていて、第 1期では 17都道府県、第 2期では 19都道府県で、実

際の貸付け・交付額の割合が 30％を下回っているなど、基金の保有額は多くの都道府県

で基金需要に対応した規模を大きく上回るものとなっている。しかし、現行制度におい

ては、基金規模に余裕があっても、拠出者に返還するなど基金規模を適切な規模に調整
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する仕組みとなっていないため、このまま推移すると、国等が拠出した財政資金が効果

を十分発現することなく保有されることとなる。したがって、厚生労働省において、介

護保険における財政安定化基金を適切な規模に保つために、都道府県が基金の一部を拠

出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改め

るなどの処置を講ずる要がある。

�
���
�
�
�

1件

背景金額 575億円

�
�

�
財政安定化基金に対する国庫負担金交付

額

�
	




�
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�
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（354ページ記載）

［本件については、会計検査院法第 30条の 2の規定により、平成 20年 5月 21日に、国会及び内閣に報告している。］

〇農林水産省

・新農業水利システム保全対策事業における農業水利システム保全計画の策定について

農林水産省は、農業水利システムを担い手中心の省力的システムに再構築することが必

要であるとして、新農業水利システム保全対策事業の一環として、農業水利システム保

全計画策定事業を実施している。この事業において策定された農業水利システム保全計

画が、合理的な水利用等の実現に資するものとなっているかなどについてみたところ、

農業水利施設の機能診断等により判明した制約要因及びその除去の手段を十分に反映し

たものとなっていないなどの事態が見受けられた。したがって、農林水産省において、

保全計画を適切なものに修正させるなどするとともに、計画策定事業の事業効果が発現

するよう、事業主体に対して計画策定事業の趣旨の周知徹底及び指導を行い、事業主体

が策定した保全計画に対する審査を確実に行うなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 8億 3526万円）

（450ページ記載）

・農業集落排水事業の計画及び実施について

農林水産省は、農業集落におけるし
�

尿、生活雑排水等の汚水を処理する施設を整備する

農業集落排水事業を実施する市町村等に対して、国庫補助金等を交付して事業の推進を

図っている。市町村等が事業計画策定の際に行う合併処理浄化槽との経済比較について

みたところ、年経費の算出に用いる耐用年数として、地域の実情等特段の事情がないに

もかかわらず法令等に基づく年数を用いているなどのため、農業集落排水施設に比べて

合併処理浄化槽の経済性がその使用実態にかかわらず低く評価されるものとなっている

事態が見受けられた。したがって、農林水産省において、都道府県に対して、耐用年数

として使用実績による年数を用いるなどして年経費の算出を行うことについて、事業主

体に周知徹底を図ることなどについて助言するとともに、経済比較が適切に行われてい

るかなどの点について十分に審査を行うなどの処置を講ずる要がある。

�
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�
�
�

1件

背景金額 194億 2341万円

�
�

�
経済比較が適切に行われていなかった地

区に係る国庫補助金等交付額

�
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（454ページ記載）
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〇経済産業省

・エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品の

管理について

経済産業省は、地域の新産業の創出に貢献しうる製品等の開発を目的とした地域新生コ

ンソーシアム研究開発委託事業を実施している。委託事業終了後にコンソーシアムの構

成員が行う製品等の開発のため、委託事業で取得した物品が有効活用されているかを検

査したところ、物品の改造等が必要なのに原状のまま使用されていたり、製品開発等に

有効活用するため買取りの希望があるのに売却されていなかったりなどしていて、物品

が十分有効に活用されていない事態が見受けられた。したがって、経済産業省におい

て、物品の改造等の承認や売却処分等を円滑に行うことにより、これらの物品が事業の

目的に照らして十分有効に活用されるよう処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 13億 4381万円）

（529ページ記載）

〇国土交通省

・監督測量船の効率的な運用等について

国土交通省は、港湾整備事業等に係る工事の監督等の業務を行うために監督測量船を所

有している。監督測量船には年間運航日数の少ないものがある一方、同じ目的で使用す

るために船舶等を借り上げている用船契約の中には年間運航日数の多いものもある状況

となっていて、監督測量船が効率的に運用されていないのに、各港湾事務所等の業務

量、業務内容等に応ずるなどして、監督測量船の配置を計画的に見直すことなどが十分

に行われていない事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、監督測量船

の全国的な配置を見直すことを含めた運用等に関する基本的な方針を策定するなどの要

がある。
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1件

指摘金額 1億 1376万円

背景金額 10億 9403万円

�
�

�
監督測量船の平成 19年度末の国有財産
台帳価格

�
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（650ページ記載）

〇独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

・共同研究施設の運営及び共同研究機器の利用の状況について

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、産学官の連携による共同研究を行う

ために整備された共同研究施設及び共同研究機器を保有して、運営している。しかし、

共同研究施設の運営、利用が設置目的に沿って十分に行われていなかったり、共同研究

機器の利用状況の把握が十分に行われていなかったりしており、また、機構本部がその

ような状況を十分に把握しておらず、適切な対応等を執っていない事態が見受けられ

た。したがって、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構本部において、共同研

究施設の効果的、効率的な活用を図るための方針や計画の策定を行い、各研究所の共同

研究施設の運営状況や共同研究機器の利用状況を把握する体制を整備するとともに、各
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研究所において、研究機器の利用状況等を把握して、それを踏まえて適切に利用促進を

図る体制を整備することなどの処置を講ずる要がある。

（ 1件 指摘金額 12億 9025万円）

（796ページ記載）

〇独立行政法人造幣局

・宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地の保有状況について

独立行政法人造幣局は、独立行政法人への移行時に、造幣局特別会計で保有していた宿

舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地を承継しているが、宿舎用地の有効な利用

が十分に図られていなかったり、宿舎の入居戸数が人員削減や宿舎の老朽化等により減

少していたり、庁舎分室等の利用人員数が大幅に減少したりしている状況が見受けられ

た。したがって、独立行政法人造幣局において、老朽化が進んでいたり、入居率が低く

なっていたりしている宿舎の建物及びこれらに係る用地については、具体的な廃止・集

約化計画を作成するとともに、利用状況が著しく低迷している庁舎分室等の建物及びこ

れらに係る用地については、具体的な廃止・処分計画を作成して、これらの計画で保有

の必要のなくなった資産については、確実に国庫への返納を行えるよう備える処置を講

ずる要がある。
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1件

指摘金額 12億 4397万円

背景金額 175億 4784万円

�
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�
�

事業用資産として承継した資産のうち宿

舎、庁舎分室等及びこれらに係る用地の

平成 18年 3月 31日現在の帳簿価額の全
体額
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（807ページ記載）

� 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として計 55件掲記した。

〇総 務 省

・年金記録確認第三者委員会の運営経費に係る経理について

年金記録確認第三者委員会の運営経費に係る経理について、第三者委員会を年度途中に

急きょ設置した際にその運営経費に係る処理方針等がなく、経費を適正に経理して支弁

するための適切な対応が速やかに執られなかったことなどのため、本来経理するための

「目」ではない「目」から支出したとして経理しており、財政法の規定に照らして適切なも

のとなっていなかった。 （ 1件 指摘金額 8億 0982万円）

（122ページ記載）

〇外 務 省

・国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金の返還等について

国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金の返還等について、具体的な事務手続を定

めていなかったことなどのため、国連からの信託基金の閉鎖に係る照会等を長期にわた

り回答しないままにしていたり、信託基金が閉鎖状態になっていたことを把握していな

かったりしていて、拠出残余金の有効な活用が図られていなかった。
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（ 1件 指摘金額 3億 9751万円）

（153ページ記載）

〇財 務 省

・中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除の適用について

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除の適用に当たり、納税

者が申告において適用対象に該当しない医療機器と思料される資産の名称を明細書に記

載するなどしているのに、税務署等において医療機器が適用対象資産とならないことに

ついて理解や認識が不足していたり、適用対象資産についての審査が十分に行われてい

なかったりなどしていたため、誤って税の軽減が行われて、納税者 38人からの徴収額が

不足していた。 （ 1件 指摘金額 1億 0460万円）

（181ページ記載）

・合同宿舎における駐車場の使用料の徴収について

合同宿舎における駐車場の使用料の徴収に当たり、駐車場の専用を開始した被貸与者等

から貸与申請書が提出されていない場合に駐車場の専用状況を把握、確認する体制が整

備されておらず、貸与申請書の提出の有無を確認していないなど駐車場の貸与事務が適

切に行われていなかったため、使用料が適正に徴収されていなかった。

（ 1件 指摘金額 513万円）

（185ページ記載）

〇文部科学省

・日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業における補助対象経費の範囲について

日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業の実施に当たり、日本語教育機関の審査

を行う審査委員会の実施経費は、日本語教育機関から徴収する審査料収入で賄うことが

できるのに、これを補助対象とする必要があるかどうかの検討を行っていなかったこと

などのため補助の対象としていた。 （ 1件 指摘金額 5184万円）

（209ページ記載）

・アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業における契約金額の精算につい

て

アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業を請け負わせて実施するに当た

り、仕様書の作成及び予定価格の算定段階においては研修の開催期間や研修生の使用言

語等が確定していないことなどから、契約金額と実績額に大きなか
�

い
�

離が生ずることが

十分予測されるにもかかわらず、このことを調査・把握せずに確定契約として締結して

いたため、実績額が契約金額を下回った場合にもその差額が精算されていなかった。

（ 1件 指摘金額 2623万円）

（211ページ記載）

〇厚生労働省

・社会保険病院等における国有財産の使用許可の手続及び使用料の徴収について

社会保険病院等の経営受託団体が行政財産である病院の建物等を使用させて、食堂等 6

施設等を第三者に委託して運営させているにもかかわらず、社会保険庁が病院内の施設

等の運営についてどのような場合に使用許可が必要となるかを具体的に定めて社会保険

事務局等に周知していなかったことなどのため、社会保険事務局等において、これらの
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ちゆう

施設等について使用許可を行っていなかったり、食堂の運営に際して厨房部分のみを使

用許可の対象としたりしていて、適正な使用料を徴収していなかった。

（ 1件 指摘金額 1億 4555万円）

（369ページ記載）

・生活保護における被保護世帯の収入把握について

生活保護事業の実施に当たり、課税調査の実施時期等を明確に定めていなかったり、査

察指導員等の点検体制が十分でなかったりなどしていたため、課税調査が速やかに行わ

れなかったり、その後の事務処理が適切でなかったりなどしていて、被保護者の未申告

の就労収入等が適正に収入認定されておらず、生活保護費負担金の交付が過大となって

いた。 （ 1件 指摘金額 6億 1105万円）

（373ページ記載）

・療養給付費負担金の交付額の算定に当たっての退職被保険者の被扶養者の適用につい

て

国民健康保険の療養給付費負担金の交付に当たり、退職被保険者及びその被扶養者に係

る医療費については負担金の交付の対象となっていないが、退職被保険者の被扶養者の

資格取得に係る届出を省略した適用についての制度が整備されていなかったことなどの

ため、保険者である市区において、退職被保険者の被扶養者の適用が的確に行われてお

らず、負担金が過大に交付される結果となっていた。

（ 1件 指摘金額 18億 8219万円）

（376ページ記載）

［本件については、会計検査院法第 30条の 2の規定により、平成 20年 7月 25日に、国会及び内閣に報告している。］

・労働者災害補償保険給付を不正受給した職員に対する民法に基づく返還請求について

労働者災害補償保険給付を不正受給した職員に対する返還請求に当たり、労働者災害補

償保険法に基づく返還請求のみを行う取扱いとしていたことなどのため、不正受給が発

覚した時点において既に 2年が経過していたことなどから同法に基づく費用徴収請求権

が時効消滅しているとして、民法の損害賠償請求権に基づく返還請求を行っていなかっ

た。 （ 1件 指摘金額 4702万円）

（382ページ記載）

・委託訓練における訓練修了者等の就職率に応じて支給される就職支援経費の算定方法

について

民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練に係る委託費のうち、訓練修了者等の

就職率に応じて支給される就職支援経費の算定に当たり、職業訓練の目的である職業の

安定等の点からの検討が十分でなく、就職者等の範囲については雇用形態及び雇用期間

の定めの有無又は長短を問わないこととして就職者等に短期雇用者を含めていたため、

就職支援経費の算定方法が適切なものとなっていなかった。

（ 1件 指摘金額 7億 4291万円）

（384ページ記載）

・共同処理業務の請負契約に係る予定価格の積算について

国民年金・健康保険及び厚生年金保険の共同処理業務の請負契約に係る予定価格の積算
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に当たり、経済的な積算となるような統一的な取扱いを示すなどの指導が十分でなかっ

たことなどのため、作業時間に対する手作業での業務割合を勘案せずに、すべての業務

従事者が電子計算機等の操作等を行うとして人件費単価を決定するなどしていて、人件

費の積算額が過大となっていた。 （ 1件 指摘金額 2億 5056万円）

（387ページ記載）

〇農林水産省

・地域バイオマス利活用交付金に係る施設整備事業等における事業実施の確実性に係る

審査等について

地域バイオマス利活用交付金に係る施設整備事業等において、事業実施の確実性に係る

審査等の具体的な方法が示されておらず、事業実施計画作成時における関係者に対する

意向調査の実施状況等に係る審査等が必ずしも十分行われていなかったことなどから、

事業実施計画で予定したバイオマス資源の受入量が確保できずに運営初年度の利用率が

低調となっていた。 （ 1件 指摘金額 15億 1719万円）

（461ページ記載）

・森林環境保全整備事業等における受託造林の採択に係る判断基準について

森林環境保全整備事業等の実施に当たり、森林組合等が事業主体として実施する受託造

林の採択に係る判断基準が明確に定められていなかったことなどのため、森林所有者

が、所有する森林に係る作業のみを自ら実施していて、他の森林所有者が所有する森林

に係る作業を全く実施しておらず、森林組合等により効率的・計画的に事業を実施する

という受託造林の趣旨に沿わないものとなっていた。

（ 1件 指摘金額 3億 5880万円）

（464ページ記載）

・沿岸漁業改善資金の貸付けにおける審査、確認等について

沿岸漁業改善資金の貸付けにおいて、的確な審査及び確認を十分に実施していなかった

ため、借受者が貸付対象となった機器等をほとんど沿岸漁業以外の経営に使用していた

り、また、貸付対象の範囲を明確に示していなかったため貸付けの対象とならない周辺

機器等を貸付対象事業費に含めていたりなどしていた。（ 1件 指摘金額 4110万円）

（467ページ記載）

・国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料について

国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料について、各種の割引制度等

を利用することにより通話料の節減を図ることが可能であるにもかかわらず、これに対

する認識が十分でなかったことなどのため、これらの制度等を適切に利用することなく

割高な通話料を支払っていた。 （ 1件 指摘金額 1735万円）

（470ページ記載）

・農林水産省所管の委託事業の実施に当たっての区分経理について

農林水産省所管の委託事業の実施に当たり、委託費の区分経理等について委託契約書に

明示していなかったり、委託費の区分経理等の必要性について都道府県に対して周知徹

底していなかったりしていたことなどのため、委託費について区分経理が行われていな

いなどしているのに、このような会計経理の実態を十分把握することのないまま委託費

の交付、精算等を行っていた。 （ 1件 指摘金額 2億 1406万円）

（474ページ記載）
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・政府所有米穀の委託変形加工における基準変形加工単価の算定等について

政府所有米穀の委託変形加工において、近年の加工数量の増加に伴って、加工会社の生

産性が向上しているにもかかわらず、その把握が十分でなかったため、基準変形加工単

価及び指示歩留りを改定していなかったり、基準変形加工単価に加算する額を適切に算

出しておらず、加算額が過大に算定されたりなどしていた。

（ 1件 指摘金額 5621万円）

（478ページ記載）

・牛に係る家畜共済事業における共済金の算定について

牛に係る家畜共済事業の運営に当たり、農林水産省が共済金の算定基礎となる基準単価

の設定方法を要領等に適切に定めていなかったことなどのため、農業共済組合連合会が

著しく低額な基準単価を設定していて、共済金が過大に算定されていた。

（ 1件 指摘金額 7171万円）

（483ページ記載）

・被災職員に対する離職後における休業補償等の支給額の算定について

被災職員に対する離職後における休業補償等の支給に当たり、支給額の算定の対象とな

る通院時間について、取扱いを明確にしていなかったり、審査、確認が十分でなかった

りなどしていたため、実態に基づく通院時間とは異なる時間数を用いて休業補償等の額

を算定して支給していた。 （ 1件 指摘金額 9759万円）

（487ページ記載）

〇国土交通省

・国営公園における臨時駐車場の占用許可に係る土地使用料の算定について

国営公園における臨時駐車場の占用許可に係る土地使用料の算定に当たり、臨時駐車場

の運営に係る収支状況を把握していなかったことなどのため、占用許可の相手方におい

て収入が支出を大幅に上回っているのに、土地使用料の徴収額に反映されていなかっ

た。 （ 1件 指摘金額 1870万円）

（654ページ記載）

・国土交通省所管の委託事業の実施に当たっての区分経理について

国土交通省所管の委託事業の実施に当たり、委託費の区分経理等について委託契約書等

に明示していなかったり、委託費の区分経理等の必要性について都道府県に対して周知

徹底していなかったりしていたことなどのため、委託費について区分経理が行われてい

ないなどしているのに、このような会計経理の実態を十分把握することのないまま委託

費の交付、精算等を行っていた。 （ 1件 指摘金額 5721万円）

（657ページ記載）

・まちづくり交付金事業における交付対象事業の範囲の取扱いについて

まちづくり交付金事業の実施に当たり、交付要綱等で交付対象の範囲に係る明確な基準

等を示していなかったことなどのため、市町村の間で交付対象事業の適否に対する理解

が異なり、交付対象の範囲に差異が生ずるなどしていて、まちづくり交付金事業の公平

かつ効率的な執行が確保されないものとなっていた。
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1件

背景金額 15億 7349万円
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市町村によって交付対象事業の適否に対

する理解が異なるなどの事業に対する交

付金相当額
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（661ページ記載）

・土地開発公社等が先行取得した用地を地方公共団体が取得する場合のまちづくり交付

金等の交付対象事業費の範囲について

まちづくり交付金等による事業の実施に当たり、国土交通省において、土地開発公社等

が先行取得した用地を地方公共団体が取得する場合の交付対象事業費の範囲についての

検討が十分でなかったなどのため、地価が下落した際の差額等を国が負担する必要がな

いのに、その差額等を交付対象事業費に含めていて、交付金が過大となっていた。

（ 1件 指摘金額 28億 1274万円）

（666ページ記載）

・高速道路料金を割引する社会実験に伴う負担額の算定について

高速道路料金を割引する社会実験に伴う高速道路株式会社の減収分を補てんする国の負

担額の算定に当たり、社会実験の料金割引に誘発されて一般道路から高速道路に乗り換

える車両により交通量が増加することが想定されるのに、これを考慮することなく、社

会実験がなかった場合に想定される料金収入の算定を行っていたため、負担額が過大と

なっていた。 （ 1件 指摘金額 3億 2301万円）

（671ページ記載）

・談合等に係る違約金条項の見直しについて

工事等の入札において談合等の不正行為を行った受注者に対して、請負代金額等の一定

割合に相当する額を違約金として支払わせる違約金条項について、損害の速やかな回復

に資するための見直しがより重要であることについての認識が十分でなかったことなど

のため、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者との契約につ

いては、違約金条項に基づく速やかな損害の回復ができない状況となっていた。

�
���
�

1件 背景金額 31億 6417万円

�
�

�
課徴金納付を免除された事業者と締結し

た契約金額

�
	




�
���


（674ページ記載）

［本件については、会計検査院法第 30条の 2の規定により、平成 20年 7月 25日に、国会及び内閣に報告している。］

・道路管理データベースシステムの効率的、効果的運用について

道路管理データベースシステムのデータ更新業務の実施に当たり、システムに登録する

対象を明確にしていなかったことなどから、国道事務所等で管理している道路管理に必

要な電気通信設備が登録されず、道路管理データベースシステムが効率的、効果的に運

用されていなかった。
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1件

指摘金額 3億 1055万円

背景金額 14億 9680万円
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道路管理データベースシステムのデータ

更新業務費
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（679ページ記載）

・航空交通管制機器等の保守業務費の積算について

航空交通管制機器等に係る保守業務費の積算に当たり、拠点空港ごとに保守請負を契約

しているのに、労務単価について地域ごとに設定せずに全国で一律の単価を使用して積

算していたため、保守業務費の積算額が過大となっていた。

（ 1件 指摘金額 3480万円）

（683ページ記載）

・航空管制用レーダーの定期整備請負契約における部品材料費の積算について

航空管制用レーダーの定期整備請負契約における部品材料費の積算に当たり、定期整備

において同一規格の部品が多数交換されているのに、部品の積算単価を統一的かつ適正

に設定する仕組みを構築していなかったことなどのため、地方航空局等の間で積算単価

に開差が生じていて、部品材料費の積算額が過大となっていた。

（ 1件 指摘金額 2234万円）

（686ページ記載）

〇防 衛 省

・陸上自衛隊における糧食費の執行について

陸上自衛隊の給食の実施に当たり、糧食費については配賦予算額等と前年度繰越在庫の

調達額との合計額の範囲内であれば総使用可能額を超えても使用できると誤解していた

ことなどのため、定額管理が適切に行われておらず、総使用可能額を超過して糧食費を

使用していた。 （ 1件 指摘金額 5億 1121万円）

（719ページ記載）

・海外を納地とする艦船用燃料油の調達における為替レート等の取扱いについて

海外を納地とする艦船用燃料油の調達において、外国為替取引の実態や諸費用の取扱い

についての認識等が十分でなかったことなどのため、契約相手方の取引の実態に応じた

為替レートを適用して精算する仕組みが十分でなかったり、入札時等において為替レー

トの条件を入札予定者に示していなかったために契約の透明性及び競争性が確保されて

いなかったり、諸費用について実績額を証する書類の提出を求めないまま支払額を確定

していたために価格の適正性を担保することが困難となっていたりしていて、為替レー

トや諸費用の取扱いが適切なものとなっていなかった。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1件

指摘金額 2億 4190万円

背景金額 391億 1360万円

�
�
�
�

テロ対策特措法及び補給支援特措法下に

おける海外を納地とする艦船用燃料油の

調達契約金額

�
	
	



�
�
�
�
�
�
�
�
�


（722ページ記載）

第
1
章

第
2
節

第
1

事
項
等
別
の
検
査
結
果

― 54 ―



・航空自衛隊が調達している救難機等搭載用の救難火工品等の管理・運用について

航空自衛隊が調達している救難機等搭載用の救難火工品等の管理・運用に当たり、補給

処で保管中に有効期限が超過した救難火工品等を救難隊等が訓練用として使用するため

に払い出す手続が定められていなかったことなどのため、供用先の救難隊等は有効期限

が超過したものも訓練用として引き続き使用しているにもかかわらず、補給処で保管中

のものを廃品としていて、救難火工品等が効率的に運用されていなかった。

（ 1件 指摘金額 2901万円）

（728ページ記載）

・進展のめどが立たない送信所の建設事業の見直しについて

昭和 63年度から用地の取得等を開始した送信所の建設事業について、地元の反対などの

ため建設のめどが立たないのに、地元の理解を得て送信所の建設を行うとの方針を見直

さなかったことなどのため、取得等した用地が長期間にわたり遊休していて、投資効果

が発現していなかった。 （ 1件 指摘金額 36億 2661万円）

（731ページ記載）

・住宅防音工事の助成事業の審査等について

住宅防音工事の助成事業の実施に当たり、審査体制が十分でなかったことなどのため、

防音工事の直前に助成対象となる住宅に転入した者が防音工事実施期間中に直前転入の

前と同じ住宅に転出しているなどの事態が多数見受けられ、補助対象居室数を増やすた

めに意図的に直前に転入を行っている補助事業者等が存在する可能性を排除し得ないな

ど、住宅防音工事の助成事業が適切に実施されていなかった。

�
�
�
�
�
�

1件 背景金額 7億 2810万円

�
�
�
�

防音工事の施工の直前に転入し、工事実

施期間中に転出した者が含まれている防

音工事に対する国庫補助金交付額

�
	
	



�
�
�
�
�


（733ページ記載）

〇中小企業金融公庫

・包括保証保険契約における保険引受けの進ちょく状況の把握について

信用保証協会の債務保証の引受限度額を増額する変更契約において、信用保証協会の債

務保証の実績額が引受限度額を超える前日まで効力発生日をそ
�

及させるなどしていたの

に、信用保証協会の引受限度額に対する債務保証の実績額の状況を各月末時点でしか把

握していなかったことなどのため、実績額が引受限度額を超えている期間に保険を引き

受けていた。 （ 1件 指摘金額 119億 6274万円）

（749ページ記載）

〇東京地下鉄株式会社

・駅改良工事に使用する土留仮設鋼材の材料費の積算について

駅改良工事に使用する土留仮設鋼材の材料費の積算に当たり、会社内において、鋼材の

統一的な積算の運用がなされていなかったため、埋殺し鋼材について中古品の使用を考

慮しなかったり、引抜き鋼材について賃料による積算を行わなかったりしていて、材料

費の積算額が過大となっていた。 （ 1件 指摘金額 1990万円）

（772ページ記載）
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〇東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社

・高機能舗装工事における排水桝の改良及び突起型路面標示の設置について
ます

高機能舗装工事における排水桝の改良及び突起型路面標示の設置について、標準的な仕

様及び仕様を反映した積算の基準を定めていなかったなどのため、仕様及び施工単価に

事務所等ごとの差異が生ずるなどしていて、適切かつ経済的に実施されていなかった。

�
�
�
�
�

3件 指摘金額 東日本高速道路株式会社 2858万円

中日本高速道路株式会社 3065万円

西日本高速道路株式会社 3397万円

�
�
�
�
�

（778ページ記載）

〇独立行政法人国立印刷局

・インキ用材料の購入契約の見直しについて

インキ用材料の購入に当たり、契約の相手方が製造会社に製造委託等しているのに、製

造会社と直接契約することを長期間にわたって検討することなく、契約を継続していた

ため、契約金額が過大となっていた。 （ 1件 指摘金額 2892万円）

（813ページ記載）

〇独立行政法人国際協力機構

・派遣システムの開発における基本設計書の確認等について

専門家等の派遣手続を処理するための派遣システムの開発に当たり、必要な仕様が基本

設計書に記載されているか十分確認を行っていなかったことなどのため、システムを改

修しなければならなくなるなどしており、改修に伴う追加的な費用や新たな開発費用が

多額に上っていて、同システムの開発が経済的、効率的なものとなっていなかった。

（ 1件 指摘金額 9774万円）

（819ページ記載）

〇独立行政法人日本芸術文化振興会

・広報誌の調達方法について

広報誌の日本芸術文化振興会ニュースの調達に当たり、作成の実態等からみて、同誌を

振興会自らが発行することとした上で、印刷・製本業務については業者に請け負わせる

などする必要があったのに、経済的な調達を図る認識が十分でなかったため、発行者の

財団法人から定価で購入していて、経済的な調達となっていなかった。

（ 1件 指摘金額 1763万円）

（834ページ記載）

［本件については、会計検査院法第 30条の 2の規定により、平成 20年 7月 25日に、国会及び内閣に報告している。］

〇独立行政法人水資源機構

・談合等に係る違約金条項の見直しについて

工事等の入札において談合等の不正行為を行った受注者に対して、請負代金額等の一定

割合に相当する額を違約金として支払わせる違約金条項について、損害の速やかな回復

に資するための見直しがより重要であることについての認識が十分でなかったことなど

のため、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者との契約につ

いては、違約金条項に基づく速やかな損害の回復ができない状況となっていた。
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�

1件 背景金額 11億 5535万円

�
�

�
課徴金納付を免除された事業者と締結し

た契約金額

�
	




�
���


（847ページ記載）

［本件については、会計検査院法第 30条の 2の規定により、平成 20年 7月 25日に、国会及び内閣に報告している。］

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構

・自動車運行管理業務契約等における労務費の積算について

自動車運行管理業務契約等における労務費の積算に当たり、給与月額の算出の基となる

実労働時間の取扱いに対する認識及び健康保険料等の事業主負担額の算出についての理

解が十分でなかったため、休憩時間を含めずに算出した時間単価に休憩時間を含めた業

務従事時間を乗じて給与月額を算出したり、賞与に係る健康保険料等の事業主負担額を

重複して計上したりしていて、労務費の積算額が過大となっていた。

（ 1件 指摘金額 8557万円）

（863ページ記載）

〇独立行政法人日本原子力研究開発機構

・リース契約における入札方式について

一般競争契約によるリース契約の締結に当たり、リース契約の入札前に、納入業者及び

調達価格を見積合わせによりあらかじめ決定していたため、公正性及び透明性が確保さ

れておらず、競争の利益が十分に享受できない事態となっていた。

（ 1件 指摘金額 5億 0721万円）

（874ページ記載）

〇独立行政法人住宅金融支援機構

・登記事項証明書のオンライン送付請求の利用について

法人登記に係る登記事項証明書の交付の請求に当たり、法務省オンライン申請システム

を利用して行うと、窓口での交付の請求を行うのと比べて手数料が安価となるが、同シ

ステムの利用についての検討が十分でなかったため、同システムの利用が可能であった

にもかかわらず、窓口での交付の請求を行っていて、手数料の支払が不経済となってい

た。 （ 1件 指摘金額 2923万円）

（876ページ記載）

〇国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京医科歯科大学、大学共同利用機関法人情報・

システム研究機構

・交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について

職員への通勤手当の支給について、国及び大多数の国立大学法人等が、経済的な 6か月

定期券の価額を基に通勤手当を支給しているのに、これに対する認識が十分でなく職員

給与規則等を見直していなかったため、 1か月定期券の価額を基に通勤手当を支給して

いて、通勤手当の支給が不経済となっていた。
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3件 指摘金額 国立大学法人筑波大学 4022万円

国立大学法人東京医科歯科大学 7051万円

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 1106万円

�
�
�
�
�

（891ページ記載）

〇首都高速道路株式会社

・構造物点検業務における大型橋りょう点検車の運転経費の積算について

構造物点検業務における大型橋りょう点検車の運転経費の積算に当たり、経済的な積算

の検討が十分でなかったことなどのため、大型橋りょう点検車の仕様を踏まえれば 2作

業班で作業を行うことができるのに、積算基準において 1作業班による作業を前提とし

た日業務量しか設定していなかったことから、運転経費の積算額が過大となっていた。

（ 1件 指摘金額 9255万円）

（899ページ記載）

〇阪神高速道路株式会社

・高速道路の清掃業務費の積算について

高速道路の清掃業務費の積算に当たり、作業の実態等に適合した積算を行うための検討

が十分でなかったことなどのため、清掃作業員の平均労務単価が軽作業員の労務単価と

同程度の水準であるのに、普通作業員の単価を採用していて、積算額が過大となってい

た。 （ 1件 指摘金額 3464万円）

（902ページ記載）

〇北海道旅客鉄道株式会社

・複線区間での踏切除雪作業における列車見張員の配置について

複線区間での踏切除雪作業において、安全を確保するための見張業務に専念する列車見

張員の配置に当たり、示方書等の遵守を保線所等及び除雪業者に対して十分に周知徹底

していなかったことなどのため、示方書等に定められた列車見張員を上下線それぞれに

適切に配置しておらず、契約が示方書等に基づき十分に履行されていなかった。

（ 1件 指摘金額 1億 8160万円）

（905ページ記載）

〇東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

・ADSLモデムの再利用について

回収した ADSLモデムを再利用できるか否かを判断するための利活用判断基準や、再利

用できる場合に行うクリーニング作業等の業務仕様書が明確になっていなかったため、

部品交換をすれば再利用できる ADSLモデムを廃棄して、新規購入していた。

�
�
�
�
�
�
�

2件 指摘金額 東日本電信電話株式会社（平成 19年度） 2億 2609万円

（平成 16年度～18年度）（推計） 2億 3700万円

西日本電信電話株式会社（平成 19年度） 2億 1469万円

（平成 17年度、18年度）（推計） 1億 8400万円

�
�
�
�
�
�
�

（908ページ記載）

〇関西国際空港施設エンジニア株式会社

・空港施設の維持管理等に係る契約の方式について

空港施設の維持管理等に係る契約の実施に当たり、競争性を確保することの重要性につ
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いての認識が十分でなかったことなどのため、旅客ターミナルビルの清掃等の業務につ

いて、仕様書又は作業マニュアル等を整備することなどにより他の業者でも履行できる

ものであるのに、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するとして随意契約

を締結していて、競争性が確保されていなかった。

（ 1件 指摘金額 14億 8857万円）

（918ページ記載）

� 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

ア 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

本院は、昭和 21年度から平成 18年度までの決算検査報告に掲記した不当事項に係る 20年 7

月末現在の是正措置の状況について検査を行った。

検査の結果、是正措置が未済となっているものは 29省庁等における 465件 131億 8040万余円

であり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは 28省庁等における 462件 130

億 7878万余円となっている。

是正措置が未済となっているものの中には、債務者等の資力が十分でなかったり債務者等が行

方不明であったりしていることなどのために、その回収が困難となっているものも存在するが、

省庁等において適切な債権管理を行うことなどにより、是正措置が適正かつ円滑に行われること

が肝要である。

本院は、是正措置が未済となっているものの状況について今後とも引き続き検査していくこと

とする。 （921ページ記載）

イ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況につい

て

本院は、平成 14年度から 18年度までの過去 5か年の決算検査報告に掲記した本院の指摘に基

づき当局において改善の処置を講じた事項に係る改善の処置の履行状況について検査を行った。

検査の結果、改善の処置が一部履行されていなかったものが 7件あり、このうち、特に、 2件

については、不当事項として掲記した。

改善の処置が一部履行されていなかったものについては、関係省庁等において当該改善の処置

について更なる周知徹底を図るなどして、当該改善の処置が確実に履行されることが肝要であ

る。

本院は、平成 19年度決算検査報告に掲記したものも含め、改善の処置の履行状況を継続して

検査していくこととする。 （928ページ記載）

3 第 4章の「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」の概

要

� 国会及び内閣に対する報告

会計検査院法第 30条の 2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは 7件であ

る。このうち、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関

する報告等」にその概要を記載したものは、「第 3章 個別の検査結果」に掲記した 5件
（注）

を

除く次の 2件である。

（注）「第 3章 個別の検査結果」に掲記した 5件

「介護保険における財政安定化基金を適切な基金規模に保つため、都道府県が基金
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の一部を拠出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるよう

な制度に改めるよう改善の処置を要求したもの」（354ページ参照。本節における概要

については 45ページ参照）

「療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険におけ

る退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」（376ページ参

照。本節における概要については 50ページ参照）

「広報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作成し発行する方法に改めること

により、経済的なものとするよう改善させたもの」（834ページ参照。本節における概

要については 56ページ参照）

「談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付

を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの」

（674ページ、847ページ参照。本節における概要については 53ページ、56ページ参

照）

ア 裁判員制度に係る広報業務の実施状況について

最高裁判所及び法務省が、裁判員制度広報の一環として実施したフォーラム等において、運

営担当の新聞社が人材派遣会社に金銭を支払うなどして参加者を募集していたり、最高裁判所

が契約書未作成の間に契約を履行していたりするなどの事態が発覚したことを踏まえて、裁判

員制度広報に係る企画競争による随意契約について検査を実施した。

検査したところ、�検査した範囲では最高裁判所又は法務省が新聞社を通じて不適切な募集

に係る経費を負担している事態は見受けられなかった。�最高裁判所において、事業の実施を

先行させて、事後に契約書等の作成を行うなど会計法令に反する処理が 14件のすべての契約

で行われていた。法務省において、平成 17年度の契約の中に競争入札が可能であるものが見

受けられた。最高裁判所及び法務省において、業者選定に係る審査基準の設定等が区々となっ

ているなどしていたり、予定価格の算定に当たり複数の者からの見積書の徴取が十分でなかっ

たりしていた。また、最高裁判所において、積算方法が統一されていなかったり、積算誤りが

あったり、積算が実態を反映していなかったりなどしていた。�最高裁判所において、契約後

の内容変更等が適切に契約変更に反映されていない事例や、仕様が明確でないまま検査調書を

作成している事態、監督と検査の職務が明確に区別されていない状況が見受けられた。また、

制作物がほとんど使用されていないものも見受けられた。�最高裁判所において速やかに仕様

書を確定させる体制となっていなかったり、内部牽制が機能していなかったりしていた。�企

画の実施に当たり、最高裁判所と法務省の間でより一層の連携をとることが可能な状況が見受

けられた。

したがって、最高裁判所においては予定価格の算定を含めて適切な事務処理を行う必要があ

る。また、法務省においては引き続き、企画競争による随意契約の手続や予定価格の算定等に

ついて、競争性、透明性の確保に向けた取組がなされる必要がある。

本院としては、裁判員制度の実施に向けて、広報業務がより重要性を増していくことにかん

がみて、改善策が確実に実施されているか確認していくとともに、裁判員制度広報について引

き続き検査していくこととする。 （934ページ記載）
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イ 国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条

項の導入状況等について

近年、国の機関等が発注する工事や物品の購入、役務の提供等において、談合等が数多く発

生している状況にかんがみて、国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における

談合等に係る違約金条項の導入状況等について会計実地検査を行った。

検査したところ、�談合等が発生してその事実が確定するなどした場合は、契約相手方は違

約金を支払わなければならないとする違約金条項の導入等の状況については、全部又は一部の

契約種類についてこれを導入していない機関がある。また、違約金条項に係る請求条件が平成

17年 4月の独占禁止法の改正に対応したものとなっていないことなどにより、課徴金の納付

命令が行われない場合などには、基本的に違約金の支払を受けられないことになるものがあ

る。�違約金等の請求状況等については、談合事件が発生していた事実を把握しておらず談合

等により生じた損害が回復されていないものがある。また、違約金条項が付されていない契約

は、違約金条項が付されているものに比べて、損害の回復に時間を要している状況である。

したがって、違約金条項を導入していない機関においては、適切に違約金条項を導入するこ

とが必要である。また、違約金条項に規定する内容については、談合等の発生に対応して的確

に違約金条項を適用し、損害の回復を行うことができるものにすることが必要である。さら

に、談合事件が発生していた事実を適時適切に把握するとともに、違約金条項が付されていな

い契約等で、談合等により生じた損害の回復がなされていない契約については、早期の損害回

復に努めることが必要である。

本院としては、今後とも違約金条項の導入及び見直しの状況並びに談合等により生じた損害

の回復状況等について引き続き注視していくこととする。 （945ページ記載）

� 国会からの検査要請事項に関する報告

国会から国会法第 105条の規定による会計検査の要請を受けて検査を実施し、会計検査

院法第 30条の 3の規定により検査の結果を報告したものは次の 6件である。

ア 各府省等が締結している随意契約に関する事項について

本院は、参議院からの検査要請を受けて、平成 19年 10月に、各府省等が締結している随意

契約に関し会計検査の結果を報告した。そして、同報告において引き続き検査を実施すること

とした各府省等における随意契約の見直し状況の検証を中心に、契約事務が適切に行われ、公

正性、競争性及び透明性が確保されているかなどについて会計実地検査を行った。

検査したところ、�随意契約の割合は減少しているが、競争契約や企画随契における 1者応

札（応募）の割合が増加しており、また、競争契約の 1者応札の平均落札率は 2者以上応札を上

回っていた。�随意契約から競争契約等に移行し 1者応札（応募）となっている契約等の中に

は、競争性の確保に関して検討の必要があったものなどが見受けられた。�公益法人を相手方

とする契約については、 1者応札（応募）となっている契約の割合が契約全体でみた場合より高

くなっていた。�契約の監視を行う第三者機関については審議の概要をホームページ上に公表

していない省庁があるなどしていた。�所管府省退職者の再就職者が在籍している随契先公益

法人は、そうでない法人に比べ、 1法人当たりの随意契約件数、支払金額が上回るなどしてい

た。

したがって、各府省等において、�真に随意契約によらざるを得ないもの以外は競争契約へ
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の移行を図り、競争契約が可能なものを安易に企画随契としないこと、�競争契約や企画随契

を行うに当たっては実質的な競争性の確保に努めるとともに、企画随契や公募の実施に当たっ

ては公正性及び透明性の一層の向上を図ること、�公益法人との随意契約を競争契約等に移行

する場合にも実質的な競争性の確保に努めること、�第三者機関の運営について審議内容の公

表の透明性の向上を図ること、�契約発注元府省等退職者の再就職者が在籍している法人を随

意契約の相手方とする場合には特に透明性の確保に留意し、十分な説明責任を果たせるように

することなどにより、契約の公正性、競争性及び透明性の確保に努める必要がある。

本院としては、今後とも、各府省等の契約について、多角的な観点から引き続き検査してい

くこととする。 （973ページ記載）

イ 独立行政法人日本スポーツ振興センターにおけるスポーツ振興くじの実施状況につい

て

本院は、参議院からの検査要請を受けて、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「セ

ンター」という。）が実施しているスポーツ振興くじについて、�スポーツ振興くじに係る制度

や運営の見直し状況、�スポーツ振興くじの売上げ、債務、繰越欠損の推移、�販売システム

の運用経費及び開発規模、�繰越欠損の解消に向けての取組の状況について会計実地検査を実

施した。

検査したところ、�文部科学省は、平成 17年度以降、多様なくじの発売が可能となるよう

に組合せの総数の制限を廃止するなど、制度の見直しを行った。また、センターは、第�期は

売りさばきなどの業務を一括して委託していたが、第�期は民間企業のノウハウを得て直接運

営することにした。�14事業年度以降、売上げが減少し続けて、実効性を持った改善策を早

期に執ることができなかったことなどにより、17事業年度末に、センターは 292億円もの多

額の繰越欠損金を計上していた。�第�期は、実際の売上金額が想定をはるかに下回ったこと

により、運用経費及び開発規模が相対的に大きなものとなった。したがって、第�期は開発規

模を見直して、販売システムの運用経費を大幅に減少させた。�18年 9月から発売開始した

新たなくじ「BIG」の売上げが急激に増加したことにより、繰越欠損金が大幅に減少した。

センター及び文部科学省は、販売システムの運用経費及び開発規模について、事後の確認・

検証を可能とする体制を構築して、事後的検証を行う必要があり、損失が発生する場合も想定

して、その措置に係る制度上の整備を検討することも課題になると考えられる。そして、繰越

欠損金を早期に解消するとともに、国庫納付を引き続き着実に行いながら、スポーツ振興のた

めに必要な資金を確保して、もってスポーツの振興に寄与するという制度本来の目的の達成に

努めることが肝要である。

本院としては、今後とも、スポーツ振興投票の運営が経済的、効率的に行われて、法律で定

める目的が達成されているかなど多角的な観点から、引き続き検査していくこととする。

（997ページ記載）

ウ 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府開発

援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効果について

本院は、参議院からの検査要請を受けて、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業

省及び国土交通省所管の政府開発援助に関して、�技術協力の実施状況、�技術協力に係る援
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助の効果について、会計実地検査を行うなどして検査及び調査を実施した。

検査したところ、ODA事業予算が ODAとは直接関係のない目的に使用されていたり、会

計経理が適切でなかったり、委託・補助等の相手方を決定するに当たり競争性、透明性等が十

分でなかったり、援助の効果が必ずしも十分に上がっていなかったり、効果の確認が十分にな

されていなかったりするものなどが見受けられた。

したがって、 5省においては、外務省等との連携を図りつつ、予算執行に当たって ODA事

業予算と ODA以外の予算との区分を明確にして両者を混こうしたような執行を行わないこ

と、会計経理を適切に行うこと、団体等に対する委託・補助等により事業を実施する場合、透

明性、公平性の向上を図るなどのため、引き続き競争契約等の拡大に努めるなどすること、相

手国側の需要を的確に把握するとともに技術協力の効果が十分なものとなるよう事業を実施す

ること、また、その効果を十分に確認することなどの点に留意することにより、技術協力の適

切な実施及び効果の確保に努める必要がある。

本院としては、今後とも、技術協力が適切に実施されて、援助の効果が十分に上がっている

かについて、多角的な視点から引き続き検査していくこととする。 （1016ページ記載）

エ 政府開発援助の無償資金協力及び技術協力における契約入札手続等について

本院は、参議院からの検査要請を受けて、平成 19年 10月に、我が国政府開発援助における

無償資金協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検

査の結果を報告した。そして、20年次は、同報告において引き続き検査することとした技術

協力を中心に、契約の競争性・透明性の向上に向けた我が国援助実施機関の取組の状況、落札

率の状況について、13府省庁、独立行政法人国際協力機構及び各府省が所管する公益法人を

対象として検査を実施した。

検査したところ、被援助国政府や 13府省庁が実施する技術協力において、海外での施設の

建設や海外向け資機材の調達等の契約は見受けられなかった。一方、独立行政法人国際協力機

構及び各府省が所管する公益法人のうち財団法人海外漁業協力財団が実施する技術協力におい

て、それらの契約が、それぞれ 2,343件、167件見受けられた。このうち独立行政法人国際協

力機構においては、�予定価格を設定して入札に付した契約 323件の平均落札率をみると、本

邦調達においては資機材の調達等で 83.73％、現地調達においては施設の建設で 91.52％、資機

材の調達等で 90.27％となっていた。価格競争性を高めるとしている指名見積競争等の見積競

争の落札率をみると、競争入札に付した契約の落札率と大きな差は見受けられなかった。�現

地調達に係る契約の一部には、会計規程に基づく事務手続をとることなく予定価格の設定を省

略しているものが見受けられた。財団法人海外漁業協力財団においては、随意契約において予

定価格の設定を省略しており、また、平均落札率は年々高くなる傾向にあった。

したがって、独立行政法人国際協力機構においては、20年から予定価格を公表している

が、契約の競争性・透明性の向上に向けて、落札率の状況について引き続き公表するなどの努

力を行っていく必要がある。また、現地調達を行う際の事務は、適正な手続をとるなどして、

適切な処理を行う必要があると認められる。財団法人海外漁業協力財団においては、一定金額

以上の調達に当たっては予定価格を設定するなど、契約の競争性・透明性の向上に向けた一層

の努力等が望まれる。

本院としては、今後とも、無償資金協力及び技術協力における施設の建設や資機材の調達等
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の契約の適切な実施などについて、多角的な観点から引き続き検査していくこととする。

（1043ページ記載）

オ ODA事業の執行状況について

本院は、参議院からの検査要請を受けて、平成 18年 9月及び 19年 9月に、政府開発援助

（ODA）に関し会計検査の結果を報告した。そして、同報告において引き続き検査を実施する

必要があるとしたスマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について、会計実地検査を行うなどし

て検査及び調査を実施した。

検査したところ、被災国に対するノン・プロジェクト無償資金協力事業において、資金供与

後 3年余りが経過して工事が進ちょくしたことなどから、資金供与額に対する支払済額の割合

である支払率は、20年 3月末現在、インドネシア共和国で 91.3％、モルディブ共和国で

87.7％、スリランカ共和国で 89.4％となっていた。また、当初の契約見込額と契約締結額との

間に差額が生じたことなどにより、最終的には供与額に未使用額が生ずることになる。外務省

は、 3か国が実施した津波復興事業の費用の一部にこの未使用額を充てる案等について、相手

国政府と協議を行っているとしている。一方、中止又は解除した契約のうちに、請負業者に支

払った前払金等が返還されていない事態が見受けられたことから、外務省は、早期の返還が実

現するよう相手国政府に対する働きかけを継続して行う必要がある。本件事業で建設された施

設や調達された機材は、被災地等における災害復旧・復興のため、今後とも有効に活用される

ことが望まれる。

本院としては、外務省が事業完了後に行うとしている本件事業に対する事後評価を踏まえた

上で、未使用額の具体的な活用結果を含めて、中長期的な事業効果について引き続き検査して

いくこととする。 （1069ページ記載）

カ 独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について

本院は、参議院からの検査要請を受けて、独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に

関して、�業務及び財務の状況、�各独立行政法人における契約制度、落札率等入札、契約の

状況について会計実地検査を行った。

検査したところ、�については、主務大臣の見直しに基づいて統廃合された法人が行ってい

た業務は、統合先法人に承継されるなどしていた。また、交付された運営費交付金のうち業務

運営の財源に充てられなかった金額（計 3億円）や、政府出資又は政府出資見合いの資産の処分

等により得た資金等（計 370億円）が国庫に納付されず、法人内部に留保されているものがあっ

た。�については、随意契約の割合が全体の 7割以上を占めており、平均落札率も競争契約よ

り 7ポイント以上高くなっていた。また、随意契約の理由の妥当性に関して検討すべきであっ

たと認められた契約が多数見受けられた。さらに、再就職者在籍の公益法人等は、在籍してい

ない公益法人等に比べて、 1法人当たりの随意契約件数や支払金額が多くなっていた。

したがって、�各法人が行っている事務・事業が国民にとって真に不可欠であるかの検討を

一層厳格に行うこと、上記のように運営費交付金が内部に留保されることとなっている法人に

ついて適切な取扱いを検討すること、資産の処分等により得た資金等を国庫に納付することが

可能になるよう減資に係る立法措置を速やかに講ずること、�競争契約を拡大して契約の透明

性の向上を図ること、再就職者在籍の法人との随意契約は、特に透明性の確保に留意すること
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などが必要である。

本院としては、本報告の取りまとめに際して、平成 19年 12月に策定された随意契約見直し

計画に基づく個別の随意契約の見直し状況に係る検証を終えるに至っていない部分があること

などから、これを中心に引き続き検査を実施して、検査の結果については、取りまとめが出来

次第報告することとする。 （1082ページ記載）

� 国会からの検査要請事項に関する検査状況

国会から国会法第 105条の規定による会計検査の要請を受けた事項のうち、検査要請を

受ける前から国民の関心が極めて高い問題となっていたものについては、本院として重大

な関心を持って検査に取り組んでいたところである。このうち、「第 4章 国会及び内閣

に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」にその検査状況を記載した

ものは、「第 3章 個別の検査結果」に掲記した 4件
（注）

を除く次の 1件である。

（注）「第 3章 個別の検査結果」に掲記した 4件

「ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約において、仕様書の記

載、委託業者への指示等が適切でなかったため、再度、ねんきん特別便の作成及び発

送が必要となり不経済となっているもの」（242ページ参照。本節における概要につい

ては 20ページ参照）

「職員の不正行為による損害が生じたもの」（335ページ参照。本節における概要につ

いては 15、30ページ参照）

「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の

遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を

表示したもの」（608ページ参照。本節における概要については 43ページ参照）

「道路整備特別会計における支出が適正かつ効率的に行われるよう意見を表示した

もの」（622ページ参照。本節における概要については 43ページ参照）

・防衛装備品の一般輸入による調達について

防衛省は、防衛装備品の調達を国内調達及び輸入調達により行っており、輸入調達のうち一般

輸入調達は、平成 19年度の調達額が 1326億円、調達額総額に占める割合は約 6％となってい

る。一般輸入調達については、商社の過大請求事案の発覚が続き、国の契約の適正性が損なわれ

ている状況にある。本院は、このような状況を踏まえて、一般輸入調達の契約手続、予定価格の

算定等の状況等について会計実地検査を行った。

検査したところ、�商社等との契約方式について、商社等は外国製造会社の日本国内における

販売権を有している場合が多いことから、 1者応札であったり、実質的な競争が行われていな

かったりしている状況が見受けられた。�契約相手方から徴取する価格を証明する書類は、原則

として外国製造会社が発行する見積書としているが、そうでないものも見受けられた。�米国に

おける防衛装備品の調達価格を基に国防省が制定した標準価格等の情報が集積されているイン

ターネット上のウェブ・フリスを用いて、過大請求が判明している契約における防衛装備品の価

格と国防省が制定した標準価格を比較すると、国防省が制定した標準価格より高い価格となって

いるものが見受けられた。�防衛省は、過大請求事案の調査を継続しており、一般輸入調達問題

に対する対応もとっている。

第
1
章

第
2
節

第
1

事
項
等
別
の
検
査
結
果

― 65 ―



以上より、�一般競争契約の競争性を高めるための方策等、�防衛省に提出される見積書の妥

当性の検証方法等、�ウェブ・フリスの有効な活用方法並びに�防衛省の過大請求事案の調査の

状況及び一般輸入調達問題に対する対応の実施状況について引き続き検査を実施する。

また、本院は 20年 6月に、国会から防衛装備品の一般輸入による調達について、�一般輸入

を含めた防衛装備品調達全般の状況、�一般輸入による調達の契約方法、契約手続、予定価格の

算定などの状況並びに�一般輸入に係る過大請求事案の状況及びこれに対する防衛省の対応策の

実施状況の各事項について、会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けてい

る。

本院としては、20年次の検査を踏まえつつ、国会からの検査要請について引き続き検査を実

施して、取りまとめが出来次第報告することとする。 （1118ページ記載）

� 特定検査対象に関する検査状況

特定検査対象に関する検査状況として 5件掲記した。

ア 金融システムの安定化のために実施された公的資金による金融機関に対する資本増強

措置の実施状況及び公的資金の返済状況等並びに預金保険機構の財務の状況について

本院は、金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置に投入された公

的資金計 10兆 4209億円を対象に、金融庁、預金保険機構等において会計実地検査を行った。

この公的資金の返済状況をみると、平成 19年度末では計 8兆 9940億円が返済されて、返済が

行われていない公的資金の残高は計 1兆 4268億円となっている。そして、公的資金未返済行

の中には、返済原資となり得る剰余金の実績額が公的資金の残高を下回っている金融機関も見

受けられる。預金保険機構は、資本増強行の経営の健全性の維持や市場への悪影響の回避を前

提としつつ、取得価額以上での優先株式の処分が図られるよう、引き続き資本増強措置に係る

業務を適切に実施していく必要がある。そして、金融庁は、早期に経営の健全化が図られ、公

的資金が完済されるよう、引き続き公的資金未返済行に対する監督を適切に実施する必要があ

る。

新生銀行については、預金保険機構及び整理回収機構が保有していた優先株式はすべて普通

株式に引き換えられた。この結果、両機構は、優先株式に付与されていた残余財産の分配等に

おける優先性を喪失したが、返済されるべき公的資金がき
�

損することのないよう、普通株主と

しての議決権を適切に行使していく必要がある。

預金保険機構の金融機能早期健全化勘定は、公的資金の返済に伴い処分益が生じていること

から利益剰余金が増加しており、この結果、19年度末に流動資産の額が有利子負債の額を初

めて上回ることになった。今後、同勘定において多額の資金需要が生ずる可能性は高くないも

のと思料される。金融庁及び預金保険機構は、同勘定で保有している資金について、今後の状

況に応じて適切に対処していくことが望まれる。

本院としては、今後の金融機関を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、返済が行われていない

公的資金の返済等の状況、預金保険機構の財務の状況等について今後も引き続き検査していく

こととする。 （1135ページ記載）
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イ 租税特別措置（青色申告特別控除）等の適用状況等について

租税特別措置は、特定の政策目的を実現するための手段として、公平・中立・簡素という税

制の基本理念の例外として設けられているものである。そこで、平成 20年次においては、租

税特別措置（青色申告特別控除）等の適用状況、検証状況等について会計実地検査を行った。検

査したところ、青色申告特別控除の適用状況については、高額営業等所得者の青色申告割合は

93.4％、65万円控除の適用率は 83.8％である一方、一定数の白色申告者が見受けられた。青

色申告者（青色申告特別控除の適用者）の必要経費の状況については、確定申告において、高額

な青色事業専従者給与を支払っている者、高額な接待交際費を支払っている者などが見受けら

れた。

また、青色申告特別控除の検証状況については、経済産業省が税制改正の要望を行う際の検

証においては、政策の達成目標が明確になっていないなどの課題が見受けられた。経済産業省

の政策評価においては、青色申告特別控除は、19年度までは施策目標を実現するための具体

的措置として位置付けられていなかった。

経済産業省は、青色申告特別控除の検証の内容を一層充実することにより、政策の実効性を

高めていくとともに国民に対する説明責任を果たしていくことが肝要である。また、財務省

は、申告納税制度が適正に機能するよう、青色申告特別控除等について今後とも十分に検証し

ていくことが肝要である。そして、国税庁は、正確な記帳による正確な申告を実現するための

取組を一層充実していくことが肝要である。

本院としては、今後とも特別措置の適用状況等について、引き続き注視していくこととす

る。 （1157ページ記載）

ウ 都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況について

本院は、平成 19年次の検査において、自ら内部調査を行い不適正経理があったことを明ら

かにしている府県を対象として、不適正経理と国庫補助金等との関連等について検査を行い、

その検査状況を平成 18年度決算検査報告に掲記した。そして、本 20年次は、�内部調査を実

施していない道県も含めた 12道府県に対して、農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事

業に係る事務費等について会計実地検査を行い、�内部調査により新たに不適正な経理処理が

明らかになった 3県市に対し、不適正経理と国庫補助金等との関連性等について、会計実地検

査又は関係資料等により検査を行った。

検査したところ、�12道府県において、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経

理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金又は旅費を支払ったり

していて、これに係る国庫補助金相当額は、両省所管分計 5億 5600万円となっていた。�

3県市において、内部調査により明らかになった不適正経理の対象になった公金の中に国庫補

助金等相当額が 6116万円含まれていた。

ついては、不適正な経理処理等の事態が明らかとなった各道府県市においては、不適正な事

態に係る国庫補助金等相当額について返還等の所要の措置を執るとともに、予算執行の適正

化、会計事務手続に係る内部牽制機能の充実強化を図るなどの再発防止策を推進することが重

要である。関係省庁においては、上記について返還等の所要の措置を執るとともに、都道府県

等に対して国庫補助事業に係る事務費等の経理の適正化について引き続き指導の徹底を図るこ

とが重要である。そして、道府県市及び関係省庁は、都道府県等の会計経理の適正化及び規律
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の確保に努めるなど、その透明性の向上を図ることが重要である。また、財政当局において

も、引き続き、補助金等に係る予算執行の適正化に留意することが望まれる。

本院は、国庫補助事務費等の経理について、本年次、会計実地検査を行ったすべての道府県

において不適正な会計経理が行われていたことを踏まえ、その他の県等についても既に検査に

着手しており、引き続き会計実地検査を順次実施していくこととする。 （1178ページ記載）

エ 国鉄清算業務に係る財務について

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定は、日本国有鉄道（以下「国

鉄」という。）の職員であった者等に係る年金の給付に要する費用等の支払、及びその支払の資

金に充てるために国鉄から承継した土地、株式等の資産の処分を行うなどの業務に係る勘定で

ある。

本院は、特例業務勘定の利益剰余金が平成 19年度末において 1兆 3441億円に上っており、

国鉄の債務処理のため国の一般会計が承継して償還することとなった債務の額が 24兆 0166億

円及び 10年度から 18年度までの間に一般会計から交付された国庫補助金が 5525億円と多額

に上っていることにかんがみて、特例業務勘定の財務状況の推移等について、国土交通本省及

び機構において会計実地検査を行った。

検査したところ、特例業務勘定は、今後 50年以上の長期にわたり年金等の支払を確実に

行っていくために、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定により損益計

算後の残余の全額を積立金として整理することとされており、国庫納付の規定はない。しか

し、国庫の厳しい財政状況、一般会計が負担した多額の債務等及び現在多額の積立金を計上し

ている状況にかんがみれば、年金の支払等を確実に行っていく上での不確定要素の状況を見極

めつつ、長期収支見込みを作成して特例業務勘定の積立金の適正水準について検討して、仮に

その結果残余が見込まれる場合には、当該残余を機構が国庫に納付することが可能となるよう

にすることが肝要であり、そのため、国土交通省及び機構において今後、特段の取組が必要と

される。

本院としては、これまで国鉄の債務処理のため一般会計が負担した多額の債務等にかんがみ

て、特例業務勘定の積立金に関して、国土交通省及び機構における今後の取組状況について引

き続き検査していくこととする。 （1206ページ記載）

オ ベトナムに対する円借款事業において道路建設中に発生した橋桁の崩落事故について

平成 19年 9月 26日、我が国政府開発援助（円借款）によるベトナムの事業において建設中の
けた

カントー橋の橋桁の一部（桁長 40m、連続する 2径間、総延長 80m分）等が崩落する事故が発

生して、死傷者が多数に上るなどの被害が発生した。ベトナム政府は 20年 7月に、国家事故

調査委員会の調査結果として、事故の主原因は仮設工事の支柱の基礎が不等沈下したことによ

るとした最終報告書の要旨を公表した。このような状況を踏まえ、本院は、外務本省等に対し

て会計実地検査を行うなどして検査及び調査を実施したが、ベトナムから最終報告書や最終報

告書に至るまでの基礎資料、設計図書等の提示が受けられなかったため、最終報告書の要旨に

関して本院としてその妥当性について検証することはできなかった。

一方、我が国外務省が設置したカントー橋崩落事故再発防止検討会議は、同年同月に「円借

款事業にかかる案件監理の改善点及び事故再発防止のための提言」を取りまとめ公表した。独

立行政法人国際協力機構においては、この提言に対して、本件事業において実行が可能な安全
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対策等の項目が確実に実施されていることを確認したり、同年 8月に再開した工事に関して相

手国事業実施機関等が安全の管理に万全を期すよう引き続き注視したりする必要がある。

本院は、本件事業において、工事の再開に伴う工事費の増額、工期の延長等の契約変更や事

業実施期間の延長等の事業変更の手続が速やかに行われているか、安全体制に最大限配慮する

よう相手国事業実施機関に対して働きかけが行われているか、また、今後の円借款事業の実施

において、安全性を一層確保するための方策が執られて事業が適切に実施されているか、引き

続き検査していくこととする。 （1220ページ記載）

� 国民の関心の高い事項等に関する検査状況

国民の関心の高い事項等に関する検査の結果、「第 3章 個別の検査結果」等に掲記した主なもの

について、�各府省等が締結している随意契約に関するもの、�特別会計、独立行政法人等が保有

している剰余金、資産等に関するもの、�独立行政法人、公益法人等の会計に関するもの、�年金

事業の運営に関するもの、�政府開発援助に関するもの、�その他に区分して整理した。

また、上記のほか、国民の関心の高い事項のうち主なものについて検査の状況を示した。

本院は、今後も我が国の社会経済の動向、財政の現状等を踏まえて国民の期待にこたえる検査に

努めるために、国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項

については、必要に応じて機動的・弾力的な検査を行うなど、適時適切に対応するとともに、我が

国の財政の健全化に向けた様々な取組について留意しながら検査を行っていくこととする。

（1235ページ記載）

第 2 観点別の検査結果

会計検査院は、正確性の観点、合規性の観点、経済性の観点、効率性の観点、有効性の観点

等といった多角的な観点から検査を実施した。その結果は「第 1 事項等別の検査結果」で述べ

たとおりであるが、このうち「第 3章 個別の検査結果」に掲記した事項について、検査の観点

に即して事例を挙げると次のとおりである。

1 主に正確性の観点から検査したもの

検査対象機関の決算の表示が予算執行など財務の状況を正確に表現しているかという正確

性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

� 工事により国が取得した財産が国有財産台帳等に適切に記録されているかに着眼して検

査した。その結果、「部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録につい

て」（709ページ参照）として適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 主に合規性の観点から検査したもの

検査対象機関の会計経理が予算や法律、政令等に従って適正に処理されているかという合

規性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

� 会計に関する事務を処理する職員は、予算や会計法令等の定めるところに従って、収入

金の受入、支出金の支払、契約手続等の事務を適正に行うとともに、その経理処理を確実

に行うべきものであるので、これらが予算や会計法令等に従って適正確実に行われている

か、また、適正確実に行うような事務処理体制が執られているかに着眼して検査した。そ
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の結果、「診療収入の収納に当たり、不正に医事会計システムの収納データが削除される

などして、削除された収納データに係る診療収入が国庫に納付されておらず、会計経理が

著しく適正を欠いているもの」（223ページ参照）、「報償費の執行について、領収証書等の証

拠書類が保存されていないなどのため、その使途等を確認できない状況となっていて、会

計経理が著しく適正を欠いているもの」（225ページ参照）、「米軍普天間飛行場の代替施設の

建設に伴う地質調査及び海象調査の技術業務委託契約において、支出負担行為をすること

なく追加で業務を実施させるなどしていて、会計法令等に違背しているもの」（700ページ参

照）、「物品の購入等に当たり、虚偽の納品書等を納入業者に提出させたり、所定の検収を

行わないまま物品が納入されていないのに納入されたこととしたりするなどの適正でない

会計経理を行い、経費を支払っていたもの」（844ページ参照）、「研究用物品の購入に係る経

理が不当と認められるもの」（879ページ参照）を掲記した。

� 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、個々の徴収額に過

不足がないかに着眼して検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足が

あったもの」（160ページ参照）、「医療機器は中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別

償却又は税額控除の適用対象資産に該当しないことを明確にすることにより、特別償却又

は税額控除の適用が適正なものとなるよう改善させたもの」（181ページ参照）、「健康保険及

び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」（217ページ参照）を掲

記した。

� 老齢厚生年金の支給は適正なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「厚

生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの」（255ページ参照）を掲記した。

� 雇用対策のための給付金や助成金の支給が適正なものとなっているかに着眼して検査し

た。その結果、「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」（247ページ参照）、

「雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの」（253ページ参照）を掲

記した。

� 医療機関からの診療報酬や労災診療費の請求に対する支払が適正かに着眼して検査し

た。その結果、「医療費に係る国の負担が不当と認められるもの」（261ページ参照）、「労働者

災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大となっていたもの」（271ページ参照）

を掲記した。

� 工事の設計が適切に行われているかに着眼して検査した。その結果、「空港の場周柵強

化工事の実施に当たり、場周柵の設計が適切でなかったため、工事の目的を達していない

もの」（536ページ参照）を掲記した。

� 物件の調達に当たり、数量や支払額が適正なものとなっているか、契約の履行が適正に

行われたかを仕様書等に基づき的確に検査しているか、また、物件の管理が適切に行われ

ているかに着眼して検査した。その結果、「中型回転翼航空機の調達に当たり、監督及び

検査が適正でなかったため、仕様書で要求する機能の一部を有していないなどしているの

に契約金額の全額を支払っているもの」（539ページ参照）を掲記し、「国有財産の管理におけ

る登記の嘱託について」（135ページ参照）として意見を表示した。

� 役務の調達に当たり、支払額が適正なものとなっているか、契約の履行が適正に行われ

たかを精算報告書、仕様書等に基づき的確に検査しているかなどに着眼して検査した。そ

の結果、「地域求職活動援助事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から不正な支
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払を行い、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていたため、委託費の支払額が過大

となっているもの」（231ページ参照）、「農林水産省所管の委託事業の実施に当たり、国の委

託費と都道府県の事業経費等との経理を明確に区分して、十分な根拠資料に基づく委託費

の精算を行うことなどにより、委託費の会計経理を適正化するよう改善させたもの」など

（474、657ページ参照）、「調査委託契約において、委託業務に従事していない者の人件費等を

含めて算定するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの」（492ページ参

照）、「雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当た

り、委託業務の経費に架空の旅費等を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大と

なっているもの」（836ページ参照）を掲記し、「国土交通省における一般乗用旅客自動車の使

用状況について」（608ページ参照）として意見を表示した。

� 補助金の交付申請や実績報告に係る経理が適正に行われているか、また、補助事業が適

正に実施されているかに着眼して検査した。その結果、「生活保護費負担金の経理におい

て、医療扶助に係る通院移送費の支給が適正に行われていなかったため、国庫負担金が過

大に交付されているもの」（301ページ参照）、「国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不

当と認められるもの」（310ページ参照）、「国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認

められるもの」（315ページ参照）、「国庫補助事業に係る事務費等の執行に当たり、虚偽の内

容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支

払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの」など（437、

576ページ参照）を掲記し、「生活保護事業の実施における詐取等の事態の防止について」（342

ページ参照）として適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

� 貸付金について、貸付額が事業費を基に適正に算定されているか、また、事業が関係法

令等に基づき適切に実施されその経理は適正かに着眼して検査した。その結果、「小規模

企業者等設備導入資金の貸付けが不当と認められるもの」（505ページ参照）を掲記した。

� 介護サービスを提供する事業者からの介護給付費の請求に対する支払が適正かに着眼し

て検査した。その結果、「介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの」（338ページ参

照）を掲記した。

� 債権の管理が適切に行われているかに着眼して検査した。その結果、「労働者災害補償

保険給付を不正受給した職員に対する返還請求に当たり、労働者災害補償保険法に基づく

返還請求権が時効消滅している場合には、民法に基づく返還請求を行うよう改善させたも

の」（382ページ参照）を掲記した。

� 保険事業について、保険契約の事務手続が保険法等に基づいて適切に行われているか、

保険契約の管理体制が適切に機能しているかなどに着眼して検査した。その結果、「中小

企業信用保険事業の実施に当たり、中小企業信用保険法等に基づき保険種類の選択はでき

ないこととなっているのに、し意的に選択された保険種類で保険を引き受けているもの」

（747ページ参照）、「中小企業信用保険事業の実施に当たり、包括保証保険契約における保険

引受けの進ちょく状況を適切に把握する体制を整備することなどにより、保険契約の管理

を適切に行い、引受限度額による統制が十分に機能するよう改善させたもの」（749ページ参

照）を掲記した。

� 特別交付税が適正に算定されているかに着眼して検査した。その結果、「特別交付税の

措置の対象となる地理情報システム導入に要する経費の算定に当たり、対象外経費を含め
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て計算していたため、特別交付税が過大に交付されているもの」（98ページ参照）を掲記し、

「市町村合併に係る特別交付税の額の算定について」（105ページ参照）として是正改善の処置

を求め及び改善の処置を要求した。

3 主に経済性の観点から検査したもの

検査対象機関の事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないかとい

う経済性の観点から検査した結果として次のようなものがある。

� 工事の設計や積算は経済的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「調

査等業務における交通船等の借上費に係る船員数の積算について」（592ページ参照）、「トン

ネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定について」（596ページ参照）として

是正改善の処置を求めた。

� 物品の調達は経済的なものとなっているか、契約の締結に当たり公正性、透明性及び競

争性が確保されているかに着眼して検査した。その結果、「特別弔慰金国庫債権の証券の

調達に当たり、請求受理件数の実績等を考慮しなかったなどのため、適切でない調達枚数

となっているもの」（171ページ参照）、「海外を納地とする艦船用燃料油の調達において、契

約相手方の取引実態に応じた為替レートを適用するなどして精算する仕組みを採用するよ

う改善させたもの」（722ページ参照）、「一般競争契約によるリース契約の締結に当たり、公

正性及び透明性を確保するとともに競争の利益を享受するため、リース物件の納入業者及

び調達価格をあらかじめ決定することなく入札に付するよう改善させたもの」（874ページ参

照）を掲記し、「刑事施設における医薬品の調達について」（130ページ参照）として是正改善の

処置を求めた。

� 役務の仕様や積算は経済的なものとなっているか、契約の締結に当たり公正性、透明性

及び競争性が確保されているかなどに着眼して検査した。その結果、「国民年金・健康保

険及び厚生年金保険の共同処理業務を請け負わせるに当たり、手作業での業務割合を勘案

することなどにより予定価格の積算を経済的に行うよう改善させたもの」（387ページ参照）、

「派遣システムの開発に当たり、基本設計書の内容を十分に確認することなどにより、追

加的な費用や新たな開発費用の発生を抑えるよう改善させたもの」（819ページ参照）を掲記

し、「専用サービス契約における高額利用割引の適用について」（713ページ参照）、「パーソナ

ルコンピュータ用ソフトウェアの使用権の購入について」（785ページ参照）として是正改善の

処置を求め、「道路整備特別会計における支出の状況について」（622ページ参照）として意見

を表示した。

� 国等からの補助金が合理的に算定されているか、事務・事業の実施に対して必要以上に

交付されることとなっていないかに着眼して検査した。その結果、「療養給付費負担金の

交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の

適用を的確に行うよう改善させたもの」（376ページ参照）、「民間教育訓練機関等に委託して

実施する職業訓練について、職業の安定等を目的とする趣旨を踏まえて、就職者等から短

期雇用者を除くことにより、就職支援経費の算定方法を適切なものとするよう改善させた

もの」（384ページ参照）を掲記した。
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4 主に効率性の観点から検査したもの

検査対象機関の業務の実施に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは

費用との対比で最大限の成果を得ているかという効率性の観点から検査した結果として次の

ようなものがある。

� 銀及び廃電池の保管状況並びに廃電池の売払状況は適切なものとなっているかなどに着

眼して検査した。その結果、「廃電池の管理について」（704ページ参照）として適宜の処置を

要求した。

� 一般会計から繰り入れられた財源が効果的に活用されているかなどに着眼して検査し

た。その結果、「エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について」

（517ページ参照）として意見を表示した。

� 有料駐車場用地等の貸付料が駐車場の利用料金や運営経費の実情を勘案した適切なもの

になっているかなどに着眼して検査した。その結果、「有料駐車場の運営について」（761

ページ参照）として是正改善の処置を求めた。

5 主に有効性の観点から検査したもの

検査対象機関の事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成している

か、また、効果を上げているかという有効性の観点から検査した結果として次のようなもの

がある。

� 多額の資金を投下して実施した事業がその目的を達成しているか、事業が投資効果を発

現しているかに着眼して検査した。その結果、「浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整

備推進事業の実施について」（693ページ参照）として適宜の処置を要求し及び是正改善の処置

を求め、「地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置の利用

状況について」（99ページ参照）として是正改善の処置を求め、「政府開発援助の効果の発現に

ついて」（142ページ参照）、「自動車保有関係手続のワンストップサービスの実施状況等につ

いて」（635ページ参照）として意見を表示し、「共同研究施設の運営及び共同研究機器の利用

の状況について」（796ページ参照）として改善の処置を要求した。

� 事業により取得した土地又は事業により整備した施設、設備等について、有効に利活用

されているかに着眼して検査した。その結果、「進展のめどが立たない送信所の建設事業

について、建設を中止するなど適切な対応策を講ずるよう改善させたもの」（731ページ参照）

を掲記し、「高齢者の生活特性に配慮した公営住宅において高齢者に対する福祉サービス

を提供するために整備された高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の利用状況について」

（601ページ参照）として意見を表示し、「エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研

究開発委託事業で取得した物品の管理について」（529ページ参照）、「宿舎、庁舎分室等の建

物及びこれらに係る用地の保有状況について」（807ページ参照）として改善の処置を要求し

た。

� 出資金や資金の規模が業務の規模に比べて適切なものとなっているかなどに着眼して検

査した。その結果、「独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投

資特別会計からの出資金の規模等について」など（115、509ページ参照）、「林業・木材産業改

善資金貸付事業の運営について」（445ページ参照）として意見を表示し、「介護保険における

財政安定化基金の基金規模について」（354ページ参照）として改善の処置を要求した。
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なお、上記のほか、第 4章の「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項

に関する報告等」においても、前記の各観点から検査を実施しその結果又は状況を掲記した

ものがある。第
1
章
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第 2章 決 算 の 確 認

会計検査院は、国の収入支出の決算等を検査した。その結果、決算を確認したものなどは次

のとおりである。

第 1節 国の決算の確認

第 1 一 般 会 計

会計検査院は、下記の決算額を確認した。

円
歳 入 84,553,478,596,738

歳 出 81,842,570,225,810

第 2 特 別 会 計

会計検査院は、下記の特別会計の決算額を確認した。
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所 管 及 び 会 計 名 歳 入 歳 出
円 円

内閣府、総務省及び財務
省

交付税及び譲与税配付金

交付税及び譲与税配付金
勘定

51,277,223,015,190 50,130,989,560,476

交通安全対策特別交付金
勘定

88,584,667,378 82,930,473,096

法 務 省

登 記 194,260,197,774 160,877,414,087

財 務 省

地 震 再 保 険 64,184,711,953 91,838,374

国 債 整 理 基 金 205,112,728,939,155 176,777,765,267,748

財 政 融 資 資 金 39,010,007,952,849 36,526,130,893,744

産 業 投 資

産 業 投 資 勘 定 215,216,096,531 88,577,448,302

社 会 資 本 整 備 勘 定 202,786,170,099 195,722,478,034

外 国 為 替 資 金 4,553,308,163,734 626,524,658,417

財務省及び国土交通省

特 定 国 有 財 産 整 備 196,933,863,917 30,413,282,217

文部科学省、経済産業省
及び環境省

エ ネ ル ギ ー 対 策

エネルギー需給勘定 2,331,679,620,963 2,030,482,101,419

電 源 開 発 促 進 勘 定 432,240,404,771 371,603,599,888

厚 生 労 働 省

国立高度専門医療セン
ター

160,049,000,730 144,943,334,561

労 働 保 険

労 災 勘 定 1,432,699,839,831 1,104,983,358,031
雇 用 勘 定 2,738,117,732,926 1,829,869,995,509
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所 管 及 び 会 計 名 歳 入 歳 出
円 円

徴 収 勘 定 3,677,998,518,197 3,607,206,139,985
船 員 保 険 67,937,175,511 63,279,412,157

年 金

基 礎 年 金 勘 定 19,961,067,043,948 18,393,517,321,982

国 民 年 金 勘 定 5,572,898,267,177 5,932,229,924,296

厚 生 年 金 勘 定 36,082,953,806,084 35,145,136,932,988

福 祉 年 金 勘 定 11,833,432,616 11,790,574,164

健 康 勘 定 9,240,949,242,891 9,348,708,501,864

児 童 手 当 勘 定 467,483,942,190 436,301,507,205

業 務 勘 定 526,215,397,354 463,574,836,292

農 林 水 産 省

食 料 安 定 供 給

農業経営基盤強化勘定 36,024,396,190 23,612,036,842

農 業 経 営 安 定 勘 定 152,834,422,226 148,551,114,905

米 管 理 勘 定 709,595,120,847 675,207,634,626
麦 管 理 勘 定 418,927,593,700 418,460,544,335

業 務 勘 定 20,427,098,533 19,809,486,694

調 整 勘 定 1,279,487,285,489 1,256,677,747,041

農 業 共 済 再 保 険

再保険金支払基金勘定 20,124,371,427 0

農 業 勘 定 29,710,909,903 9,620,002,744

家 畜 勘 定 46,181,461,209 32,037,514,626

果 樹 勘 定 5,883,360,462 2,105,907,180

園 芸 施 設 勘 定 4,086,212,628 2,210,291,371

業 務 勘 定 1,008,481,886 1,008,481,202

国 営 土 地 改 良 事 業 574,532,692,849 481,490,179,355

森 林 保 険 11,846,162,779 5,223,497,799

国 有 林 野 事 業 472,453,162,381 472,826,328,948

漁船再保険及び漁業共済
保険

漁 船 普 通 保 険 勘 定 7,589,515,183 7,469,187,508

漁 船 特 殊 保 険 勘 定 301,698,796 216,000,000

漁船乗組員給与保険勘定 10,107,259 0

漁 業 共 済 保 険 勘 定 7,832,189,053 7,394,966,036

業 務 勘 定 1,032,917,320 1,032,916,933

経 済 産 業 省

貿 易 再 保 険 853,477,233,509 55,984,159,665

特 許 292,003,987,580 107,380,103,120

国 土 交 通 省

都 市 開 発 資 金 融 通 65,614,430,613 28,671,818,168

治 水

治 水 勘 定 1,251,010,326,903 1,035,331,179,516

特定多目的ダム建設工事
勘定

223,301,496,336 185,595,695,424

道 路 整 備 4,595,170,030,216 3,811,811,026,439

港 湾 整 備

港 湾 整 備 勘 定 351,305,095,042 311,223,300,879

特定港湾施設工事勘定 8,817,037,857 8,197,223,167

空 港 整 備 662,680,294,057 555,188,826,140

― 76 ―



第 2節 国税収納金整理資金受払計算書の検査完了

会計検査院は、下記の受払額を検査完了した。

円
受 入 収 納 済 額 62,703,710,667,841

�
�
�

支払命令済額 10,189,358,257,733
支 払

歳 入 組 入 額 51,779,325,802,873

第 3節 政府関係機関の決算の検査完了

会計検査院は、下記の政府関係機関の決算額を検査完了した。

政 府 関 係 機 関 名 収 入 支 出
円 円

国 民 生 活 金 融 公 庫 171,680,709,609 127,620,463,915
農 林 漁 業 金 融 公 庫 100,217,561,306 88,200,497,884
中 小 企 業 金 融 公 庫 492,280,722,694 682,435,727,599
公 営 企 業 金 融 公 庫 692,716,271,060 346,436,276,374
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 29,771,175,511 25,592,530,919
日 本 政 策 投 資 銀 行 352,061,394,877 262,804,896,278
国 際 協 力 銀 行 765,099,518,883 531,442,873,864

計 2,603,827,353,940 2,064,533,266,833

第 4節 国の決算金額と日本銀行の提出した計算書の

金額との対照

第 1 一 般 会 計

会計検査院が一般会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したと

ころ符合していた。

第 2 特 別 会 計

会計検査院が特別会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したと

ころ符合していた。

所 管 及 び 会 計 名 歳 入 歳 出
円 円

自動車損害賠償保障事業

保 障 勘 定 68,232,022,532 5,759,905,309
自動車事故対策勘定 19,965,957,359 14,485,253,616
保険料等充当交付金勘定 52,124,904,668 52,017,750,896

自 動 車 検 査 登 録 57,357,035,113 42,926,793,547
計 395,920,306,215,674 353,283,177,728,867
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第 5節 国会の承諾を受ける手続を採っていない

予備費の支出

平成 19年度における予備費使用決定額については、すべて国会の承諾を受ける手続を了し

ている。また、20年度における予備費使用決定額で国会の承諾を受ける手続を採っていない

ものは、20年 10月 22日現在で次のとおりである。

平 成 20 年 度 分

1 一 般 会 計 2 特 別 会 計

所 管 使用決定額
千円

総 務 省 6,825,762 （該当なし）

環 境 省 36,640
防 衛 省 8,275,140

計 15,137,542
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第 3章 個 別 の 検 査 結 果

第 1節 省庁別の検査結果

第 1 国 会

（衆 議 院）

意見を表示し又は処置を要求した事項

議員宿舎整備等事業の支払額の節減を図るため、割賦金利に係る消費税相当額が契約

金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの適宜の処置を要求したもの

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

会計名及び科目 一般会計 （組織）衆議院 （項）衆議院

平成 14年度国庫債務負担行為及び 19年度国庫債務負担行為

（組織）衆議院

（事項）民間資金等活用衆議院施設整備等事業

（事項）金利の変動に伴う民間資金等活用衆議院施設

整備等事業に係る限度額の増額

部 局 等 衆議院

事 業 の 根 拠 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成 11年法律第 117号）

契 約 名 衆議院赤坂議員宿舎整備等事業

契 約 の 概 要 衆議院赤坂議員宿舎の施設整備、維持管理、運営支援及び代替施設提

供

契約の相手方 赤坂シグマタワー株式会社

契 約 平成 15年 3月 一般競争契約

契 約 額 349億 1084万余円（平成 14年度～43年度）

上記のうち消費
税相当額

16億 6242万余円

割高になってい
る契約額

3億 4601万円

【適宜の処置を要求したものの全文】

衆議院赤坂議員宿舎整備等事業契約における消費税の取扱いについて

（平成 20年 10月 31日付け 衆議院議長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求する。

記

1 事業の概要

� 衆議院赤坂議員宿舎整備等事業

貴院は、老朽化して手狭になった旧赤坂議員宿舎を建て替えて、その維持管理、運営支
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援等を行わせることを目的として、衆議院赤坂議員宿舎整備等事業（以下「赤坂議員宿舎事

業」という。）を実施している。

赤坂議員宿舎事業は、財政負担の縮減並びに民間の資金、経営能力及び技術的能力の活

用を図るため、PFI手法
（注 1）

を適用することとされた。そして、貴院は平成 14年 4月に「民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117号）第 5

条第 1項の規定に基づく特定事業
（注 2）

の実施に関する方針を定めて、同年 5月に赤坂議員宿舎

事業を同法第 6条の規定に基づく特定事業（以下「PFI事業」という。）に選定した。

貴院は、赤坂議員宿舎事業について、総合評価方式による一般競争入札を実施して、15

年 2月に、総合評価の最も高かった鹿島建設株式会社を代表企業とする企業グループを落

札者と決定した。そして、同年 3月に、同企業グループが赤坂議員宿舎事業の実施を目的

に設立した赤坂シグマタワー株式会社（以下「シグマ社」という。）との間で BTO方式
（注 3）

によ

る PFI事業として事業契約（契約金額 333億 9276万余円）を締結した。その後 19年 4月

に事業契約が変更されて、契約金額は 349億 1084万余円となっている。

そして、シグマ社は事業契約に基づき 19年 3月に赤坂議員宿舎の建設工事をしゅん工

して施設を貴院に引き渡しており、赤坂議員宿舎は貴院が所管する国有財産となってい

る。

事業契約によると、シグマ社は、旧赤坂議員宿舎の解体及び撤去、仮宿舎の提供及び維

持管理、新赤坂議員宿舎の設計及び建設、新赤坂議員宿舎に係る施設の国への譲渡、及び

44年 3月までの 25年間にわたる維持管理、運営支援等を行うこととされている。そし

て、契約金額は仮宿舎提供費、施設購入費及び維持管理・運営支援費から成っており、こ

のうち仮宿舎提供費については 15年 11月から 19年 6月までの間に計 9回に分割して、

施設購入費については 19年 4月から 44年 4月までの間に年 2回（ 4月及び 10月）計 51回

の元利均等払いによる割賦方式により、また、維持管理・運営支援費については 19年 10

月から 44年 4月までの間に年 2回（4月及び 10月）計 50回に平準化した金額により、そ

れぞれ貴院がシグマ社に支払うこととされている。貴院は 15年度から 19年度までに計

47億 9869万余円をシグマ社に支払っている。

（注 1） PFI手法 Private Finance Initiativeの略称。公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法

（注 2） 特定事業 公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの

（注 3） BTO方式 Build, Transfer and Operateの略称。民間事業者が施設を建設して、施

設完成直後に管理者等に所有権を移転した上で、民間事業者が維持・管理及び運営

を行う事業方式

� 割賦金利に係る消費税の取扱い

消費税法（昭和 63年法律第 108号）によれば、消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）の課

税対象は、国内において事業者が行った事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸

付け並びに役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）とされている。

そして、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法施行令（昭和 63年政令第

360号）第 10条第 3項第 10号に定める「資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る

金銭債権の額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけ
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るその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約にお

いて明示されている部分を対価とする役務の提供」については、同法第 6条の規定によ

り、利子を対価とする貸付金等に類するものとして消費税を課さないとされている（以

下、この規定に基づき消費税を課さないとされる役務の提供に係る対価を「課税されない

利子等」という。）。

内閣府公表資料によると、国は、赤坂議員宿舎事業と同様の BTO方式による PFI事業

を赤坂議員宿舎事業を含めてこれまでに 42事業（20年 5月 31日現在、実施方針公表済段

階のもの。）実施している。そして、国の各機関が公表している事業契約書等によると、こ

のうち 14年度に PFI事業の実施方針を公表した 1事業及び衆議院新議員会館整備等事業

（以下「新議員会館事業」という。）を含めて 15年度以降に実施方針を公表した 35事業のす

べてにおいて、施設費の割賦支払に伴う利子等は、課税されない利子等に該当するとし

て、これに係る消費税相当額は契約金額に含まれていない。

これに対して、赤坂議員宿舎事業では、事業契約において、サービス対価を一体として

とらえていることなどから、その中に課税されない利子等に該当するものはなく、サービ

ス対価の総額に係る消費税相当額を契約金額に含める取扱いとしている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

PFI事業に係る施設費の割賦支払に伴う利子等については、これが事業契約において課税

されない利子等に該当する場合は消費税は非課税となり、該当しない場合は消費税が課され

ることとなる。近年の BTO方式による PFI事業においては、施設費の割賦支払に伴う利子

等が課税されない利子等に該当するように事業契約を定めて、これに係る消費税相当額を契

約金額に含めない取扱いとなっている。こうしたことから、本院は、経済性等の観点から、

赤坂議員宿舎事業についても同様の取扱いとすることにより契約金額の節減が図れないかな

どに着眼して、契約金額 349億 1084万余円（うち消費税相当額 16億 6242万余円）を対象

に、貴院及びシグマ社において、契約書、入札説明書等の関係書類により会計実地検査を

行った。

（検査の結果）

検査したところ、貴院は、19年 4月に変更した事業契約において、サービス対価の総額

332億 4841万余円（消費税抜き）の全体に消費税が課されるとして、この金額に 100分の 5

を乗じた 16億 6242万余円を消費税相当額として加えた 349億 1084万余円をもって契約金

額としており、その内訳は、�仮宿舎提供費 31億 6061万余円、�施設購入費 210億 7171

万余円及び�維持管理・運営支援費 106億 7850万余円となっている。

そして、上記のうち施設購入費の契約上の取扱いは、次のとおりとなっている。

� 施設購入費は、前記のとおり、19年 4月から 44年 4月までの 25年 1か月の期間にわ

たり年 2回（ 4月及び 10月）合計 51回の元利均等払いによる割賦方式により支払うことと

されている。

� 施設購入費には、施設設計及び整備費、工事監督費、建設期間中の資金調達に伴う金利

その他の事業に伴う費用の総額である割賦元金 138億 0536万余円に加えて、この金額を

契約に定める回数の分割払でシグマ社に支払うことから必要となる割賦金利を含むとされ

ている。
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� 割賦金利の計算上の金額は、契約書に記載された施設購入費から割賦元本分を差し引い

た 72億 6635万余円となり、その具体的な計算方法をみると、施設の引渡時期から年 2回

到来する各支払時期までの期間に対応する利子額となっている。しかし、契約書には割賦

金利の金額として明示されているものはない。

また、貴院及びシグマ社は、上記の割賦金利部分について、予算上又は決算上、次のとお

り元本部分と異なる取扱いとしている。

� 貴院からシグマ社への支払額は、歳出予算上、割賦元本は（項）衆議院施設費（目）不動産

購入費に、割賦手数料（割賦金利）は（項）衆議院（目）公共施設等維持管理運営費に、区別し

て計上されており、また、衆議院赤坂議員宿舎の国有財産価額の算定上も割賦元本のみを

計上の対象として、割賦手数料（割賦金利）については建設費に含まれないとして対象外と

している。

� シグマ社は同社の損益計算書において、貴院が同社に支払った施設購入費のうち割賦元

本は割賦収入に、割賦金利は金融収益に、区別して計上している。

これらのことからすれば、貴院が事業契約に基づいてシグマ社に支払うこととされている

割賦金利 72億 6635万余円は、施設購入費のうちの元本部分を分割して支払うことに伴い必

要となる利子相当額と認められる。そして、割賦金利について消費税が課されているのは、

割賦金利の金額を契約書において明示しておらず、サービス対価の総額から割賦金利を控除

することなくその全体に 100分の 5を乗じた額を加えて契約金額としていることなどによる

と認められる。

したがって、上記のような割賦金利の性格、支払実態等をみると、貴院が割賦金利を課税

されない利子等に該当するように契約内容を定めておらず、割賦金利に係る消費税相当額を

含めて契約金額を算定しているのは適切とは認められない。

なお、貴院がシグマ社に支払った消費税相当額は納税までの間事業資金等に充てられるこ

となくシグマ社において消費税納税準備金として留保されている。

上記により、割賦金利が課税されない利子等に該当するとしていれば、契約金額は前記の

349億 1084万余円が 345億 6482万余円となり、割賦金利に係る消費税相当額 3億 4601万

余円が割高となっていると認められる。

（是正を必要とする事態）

上記のように、割賦金利が課税されない利子等に該当するとして事業契約を定めて、これ

により契約金額を算定していれば、割賦金利に係る消費税相当額を支払う必要はないのに、

割賦金利に係る消費税相当額を契約金額に含めて支払を継続している事態は適切でなく、是

正を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、赤坂議員宿舎事業が国にとって初めての PFI事業で

あったという事情はあるものの、貴院において、契約金額を経済的に算定するための検討が

十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が要求する是正の処置

本件事業契約に係る施設購入費は、事業期間が終了する 44年まで長期にわたって支払を

継続することとなっており、現在の契約のままでは、契約金額に含まれている割賦金利に係

る消費税相当額を今後も引き続き支出することになる。
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ついては、貴院において、赤坂議員宿舎事業の支払額の節減を図るため、割賦金利など課

税されない利子等とする額を特定した上で、新議員会館事業など近年の PFI事業の事例に

おける契約書その他契約内容を十分参考に、速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係

る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの是正の処置を要求す

る。
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第 2 内 閣

（人 事 院）

不 当 事 項

不 正 行 為

（ 1） 職員の不正行為による損害が生じたもの

会 計 名 一般会計

部 局 等 人事院

不正行為期間 平成 19年 6月～ 8月

損害物品の種別 ノート型パーソナルコンピュータ 7台

損 害 額 1,869,659円

本院は、人事院における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に基づく内閣総理

大臣からの報告及び物品管理法（昭和 31年法律第 113号）第 32条の規定に基づく同大臣からの通

知を受けるとともに、人事院において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなもの

であるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、人事院において、事務総局総務課広報情報室の職員が、平成 19年 6月から 8月ま

での間に、同室が管理していた会議室に保管中のノート型パーソナルコンピュータ計 7台（評

価額 1,869,659円）を領得したものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額については、20年 3月までに、同人から返納されたり、同人がノート型

パーソナルコンピュータを売り払った業者から 3台が返還されたりしたことなどから、全額が

補てんされている。
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第 3 内 閣 府

（内 閣 府 本 府）

意見を表示し又は処置を要求した事項

沖縄振興計画推進調査委託費等により実施する観光、雇用等に関する調査・検討業務

に係る契約の締結に当たり、契約額の精算条項を設けるよう是正改善の処置を求めた

もの

会計名及び科目 一般会計 （組織）内閣本府 （項）内閣本府

（項）沖縄振興計画推進調査費

（項）沖縄特定開発事業推進調査費

部 局 等 沖縄総合事務局

契 約 の 概 要 沖縄振興計画を効果的に推進するために、土地利用、観光、雇用等に

関する調査・検討業務を委託等するもの

契約件数及び金
額

23件 8億 0086万余円（平成 18、19両年度）

（うち内閣府所管分 7億 8385万余円）

上記のうち契約
額の精算を行う
必要があると認
められる契約件
数及び金額

7件 1億 0011万円

（うち内閣府所管分 8688万円）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

沖縄振興計画推進調査委託費等による調査・検討業務の委託契約等について

（平成 20年 10月 31日付け 内閣総理大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 調査・検討業務の概要

貴府沖縄総合事務局は、沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）に基づき策定された沖

縄振興計画（平成 14年 7月内閣総理大臣決定）を効果的に推進するなどのため、観光、雇用、土

地利用等に係る各種の調査・検討業務を委託するなどしており、これに要する経費を一般会

計の沖縄振興計画推進調査委託費、沖縄特定開発事業推進調査委託費等（以下、これらを合

わせて「委託費」という。）から支出している。

委託費により平成 18、19両年度に実施した調査・検討業務に係る契約は、次表のとお

り、それぞれ 12件、11件、計 23件となっている。
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表 委託費等により実施した調査・検討業務一覧

年度 委 託 費 名 契 約 件 名 形態

平成

18
沖縄振興計画推進調

査委託費

平成 18年度下水処理水の有効利用調査検討業務 請負

沖縄観光におけるキャリング・キャパシティに関する調査 委託

ソフトパワーを活用した通年型・滞在型観光推進検討調査 委託

歴史、文化の調和した景観再整備方策検討業務 請負

沖縄振興開発調査委

託費

駐留軍用地跡地利用に関する市町村支援事業（アドバイザー派遣等事

業）
委託

返還跡地利用に関する海外実態調査 委託

駐留軍用地跡地利用支援システムデータ更新（地理情報）業務 請負

駐留軍用地跡地利用支援システムデータ更新（文書・統計情報）業務 請負

沖縄特定開発事業推

進調査委託費

沖縄におけるクルーズ観光活性化方策検討調査 請負

平成 18年度石垣島藻場造成計画策定調査 委託

沖縄本島中南部における土地の有効利用に関する調査業務 請負

位置境界明確化調査

等委託費

平成 18年度位置境界明確化調査等委託費
委託

計 12件（うち、委託 6件、請負 6件）

19 沖縄振興計画推進調

査委託費

構造的失業の改善に向けた基礎調査 委託

沖縄の自立型経済の構築に向けた社会資本整備等の効果に関する調査 委託

沖縄振興開発調査委

託費

駐留軍用地跡地利用に関する市町村支援事業（アドバイザー派遣等事

業）
委託

平成 19年度地域活性型先導的情報通信産業モデル実証事業
（沖縄ソフトウェア・オフショアセンター整備モデル実証事業）

委託

平成 19年度地域活性型先導的情報通信産業モデル実証事業
（沖縄データセンター整備モデル実証事業）

委託

返還跡地利用に関する海外実態調査 委託

駐留軍用地跡地利用支援システムデータ更新（文書・統計情報）・登録

業務
請負

沖縄特定開発事業推

進調査委託費

沖縄における景観整備方策に関する検討調査業務 請負

沖縄における畑地かんがい施設整備方向検討調査業務 請負

沖縄におけるクルーズ船受け入れ態勢の強化に向けた検討調査 請負

位置境界明確化調査

等委託費

平成 19年度位置境界明確化調査等委託費
委託

計 11件（うち、委託 7件、請負 4件）

合 計 23件（うち、委託 13件、請負 10件）

そして、貴府沖縄総合事務局は、上記 23件の調査・検討業務に係る契約のうち 13件につ

いては委託契約により実施している。

委託契約により調査・検討業務を実施するに当たっては、契約書等において、委託者が作

成する実施要領や受託者が作成する実施計画書等により行うこととされている。そして、受

託者は、委託業務の実施過程を明らかにしてこれに要した経費を確定するため、業務の完了
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後に、委託業務完了報告書、調査結果を取りまとめた成果物とともに、受託者が業務を行う

ために支払った経費に係る証拠書類を添付した精算報告書を委託者に提出して、委託者はこ

れにより業務の実施過程の実績を確認して、契約額の精算を行うことが契約書に盛り込まれ

ている。

一方、残りの 10件の調査・検討業務は請負契約により実施しており、契約書等におい

て、委託契約のような契約額の精算に関する条項は設けられていない。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

貴府沖縄総合事務局は、毎年度、委託費により多数の調査・検討業務を実施しており、そ

の金額も多額に上っている。そして、前記のように、これらの調査・検討業務に係る契約に

は業務完了後に精算を行うものと行わないものがある。

そこで、本院は、これらの調査・検討業務に係る契約について、合規性、経済性等の観点

から、業務の実施内容からみて契約書に精算条項を設ける必要があるのではないかなどに着

眼して、貴府沖縄総合事務局等において会計実地検査を行った。そして、委託費に係る調

査・検討業務 23件（契約額計 8億 0086万余円（うち、内閣府所管分 7億 8385万余円））の契

約を検査の対象として、これらについて契約書、仕様書、成果物等の比較を行うなどして検

査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

委託費に係る調査・検討業務 23件のうち、請負契約により実施した調査・検討業務 10件

についてみると、このうち請負業務の内容がデータ入力や登録業務である 3件を除いた 7件

の調査・検討業務の請負契約（契約額計 1億 0011万余円（うち、内閣府所管分 8688万余円））

については、いずれも仕様書等においてあらかじめ指定された方法により調査を行い、それ

に基づいて現状の課題や問題点を分析・検討することが業務の内容となっている。

そして、その業務の実施に当たっては、�既存文献や基礎データの収集・整理、�各種事
例や現状把握のための調査、�一般市民、企業、関係機関に対するアンケートやヒアリング
調査、�委員会や懇談会の運営、有識者の意見聴取等を行うこととされており、委託契約に
より実施している 13件の調査・検討業務の調査方法や検討方法と共通したものとなってい

て、その方法において異なるところがないものであった。

さらに、23件の契約に係る支払についてみると、委託契約により実施した 13件の調査・

検討業務については、受託者は委託者に対して調査等の実施過程を明らかにする必要があ

り、そのため、業務の完了後に、他の経理と区分した支出に関する帳簿により作成した精算

報告書に証拠書類を添えて委託者に提出して、これに基づいて委託者は実施過程の実績を確

認して契約額の精算を行っていた。そして、精算の結果、13件のうち 5件は契約額と精算

額は同額であったが、 8件については、精算額は契約額に比べて減額になっており、これら

の減額分の合計額は 1154万余円となっていた。

一方、請負契約により実施した前記 7件の調査・検討業務については、委託契約により実

施した 13件と調査方法等が同様なものであるにもかかわらず、請負契約であることをもっ

て業務の実施過程の実績を明らかにすることなく、業務の完了後に精算も行われておらず、

業務の実施に要した経費の確認が行われないまま契約額が支払われていた。
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＜事例＞

沖縄総合事務局は、18年度に財団法人 Aとの間で、沖縄の魅力を活かしたクルーズ誘

致に関するアクションプラン、地元提案型のオプショナルツアー等の調査・検討を行って

地域振興を図るため、「沖縄におけるクルーズ観光活性化方策検討調査請負契約」を 1785

万円で締結している。

その実施に当たっては、仕様書等において、�沖縄におけるクルーズの現状把握、�沖
縄各港のクルーズ関連施設の現状調査、�アンケート及びヒアリングによる旅行者や企業
に対するクルーズのニーズ調査、�委員会の開催等を行うこととされている。
また、19年度に財団法人 Bとの間で、沖縄の構造的失業の問題を改善させていく上で

の課題を整理して、雇用施策の課題や方向性等を検討していく上で必要となる新たな雇用

関係の基礎調査を行って今後の雇用施策に資するため、「構造的失業の改善に向けた基礎

調査委託契約」を 1796万円で締結している。

その実施に当たっては、実施要領等において、�沖縄県内外の労働需給の現状調査・把
握、�県外事例調査、�求職者、企業や関係機関に対するアンケートやヒアリング調査、
�検討委員会の設置等を行うこととされている。
上記の請負契約及び委託契約については、業務の実施方法はいずれも仕様書や実施要領

等であらかじめ決められており、その調査方法等も同じようなものであって、両者の間で

差異はないのに、委託契約では業務の完了後に精算が行われて契約額に比べて支払額は

119万余円減額される一方、請負契約では精算は行われておらず、契約額がそのまま支払

われていた。

（是正改善を必要とする事態）

以上のように、請負契約による調査・検討業務については、業務の実施過程が明らかに

なっている委託契約と調査方法等に差異がないのに、業務の実施過程の実績が把握されてお

らず、業務の完了後に契約額の精算が行われていない事態は適切ではなく、是正改善の要が

あると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴府沖縄総合事務局において、委託費により実施する

調査・検討業務は、その実施過程を把握する必要があるものについて業務の完了後にその実

績に基づいて契約額の精算を行うという認識が十分でなかったこと、また、貴府において、

沖縄総合事務局に対するこれらの契約の精算に関する指導が十分でなかったことなどによる

と認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

貴府沖縄総合事務局は、毎年度、多額の委託費により調査・検討業務を実施しており、今

後も同種の委託費による多数の調査・検討業務の実施が見込まれることから、調査・検討業

務について適切な契約を締結することが必要である。

ついては、貴府沖縄総合事務局において、委託費により行う調査・検討業務の実施に当

たっては、業務の実施過程を把握して、その実績に基づいて業務の完了後に契約額の精算を

行うよう是正改善の処置を求める。
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（警 察 庁）

意見を表示し又は処置を要求した事項

自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用が低調となっているため、サービ

スの運用方法等の改善を図るよう意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）警察庁 （項）警察庁

部 局 等 警察庁

ワンストップ
サービスの概要

パソコンを用いて、インターネット上で一括して自動車保有関係手続

を行うことにより、新車の新規登録手続に係る利用者等の負担を軽減

させるとともに行政事務の効率化を図るもの

ワンストップ
サービスの開発
費の合計額

26億 7720万円 （平成 14年度～17年度）

上記のうち警察
庁負担額

5億 2160万円（背景金額）（平成 14年度～16年度）

【意見を表示したものの全文】

自動車保有関係手続のワンストップサービスの実施状況等について

（平成 20年 10月 31日付け 警察庁長官あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

（635ページの国土交通省の項に掲記）
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第 4 総 務 省

不 当 事 項

補 助 金（ 2）―（12）

（ 2） 市町村合併推進体制整備事業を実施するに当たり、事業に要した実支出額の確認を行

わなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）総務本省 （項）総務本省

部 局 等 総務本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

香川県高松市

補 助 事 業 市町村合併推進体制整備

補助事業の概要 市町村の合併を円滑に推進することを目的として、合併した市町村

が、当該合併市町村の建設に関する基本的な計画に基づいて事業を実

施するもの

事 業 費 240,000,000円 （平成 18年度）

上記に対する国
庫補助金交付額

240,000,000円

不当と認める事
業費

5,499,867円 （平成 18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

5,499,867円 （平成 18年度）

1 補助金等の概要

市町村合併推進体制整備費補助金は、市町村の合併を円滑に推進することを目的として、

市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第 6号）及び市町村合併推進体制整備費補助

金要綱（平成 13年総務事務次官通知。平成 18年一部改正）により、合併した市町村が、当該合併

市町村の建設に関する基本的な計画を作成して、この計画に基づいて行う事業の実施に要す

る経費の一部を国が補助するものである。

高松市は、17年 9月に塩江町、18年 1月に牟礼町等 5町と合併して、当該合併に係る事

業として、18年度に、高松市香川図書館（仮称）整備事業を事業費 240,000,000円で実施した

として総務本省に実績報告書を提出して、これを基に同額の国庫補助金の交付を受けてい

る。

2 検査の結果

本院は、総務本省及び高松市において、合規性等の観点から補助事業の事業費が適正に算

定されているかなどに着眼して、会計実地検査を行った。そして、本件事業について、契約

書、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられ

た。

すなわち、同市は、18年度に、本件事業の実施に要した経費が予算額と同額の
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240,000,000円であるとして実績報告を行い、同額の国庫補助金の交付を受けていた。しか

し、実際には、本件事業の実施に要した経費は、234,500,133円であった。

したがって、上記の実績報告の額との差額 5,499,867円に係る同額の国庫補助金が過大に

交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において、同省に提出する実績報告書を作成する

に当たり、事業に要した実支出額の確認を行っていなかったこと及び補助事業の適正な執行

に対する認識が十分でなかったこと、また、同省において同市から提出された実績報告書の

審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。

（ 3）―

（ 7）
市町村合併推進体制整備事業を実施するに当たり、特別交付税が措置されている事業

に係る経費を補助対象としていたため、補助金が重複して過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）総務本省 （項）総務本省

部 局 等 総務本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

5市

補 助 事 業 市町村合併推進体制整備

補助事業の概要 市町村の合併を円滑に推進することを目的として、合併した市町村

が、当該合併市町村の建設に関する基本的な計画に基づいて事業を実

施するもの

事業費の合計 569,499,397円（平成 17、18両年度）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

522,299,000円

不当と認める事
業費

464,106,217円（平成 17、18両年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

416,905,820円（平成 17、18両年度）

1 補助金の概要

市町村合併推進体制整備費補助金（以下「合併補助金」という。）は、市町村の合併を円滑に

推進することを目的として、市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第 6号）及び市

町村合併推進体制整備費補助金要綱（平成 13年総務事務次官通知。平成 18年一部改正。以下「補

助要綱」という。）により、合併した市町村が、当該合併市町村の建設に関する基本的な計画

を作成して、この計画に基づいて行う事業の実施に要する経費の一部を国が補助するもので

ある。

また、総務省は、地方交付税法（昭和 25年法律第 211号）に基づき、普通交付税の算定方法

によっては捕そくされなかった特別の財政需要があるなどの地方団体に特別交付税を交付し

ている。

そして、「平成 17年度における合併市町村補助金の取扱いについて」（平成 18年 2月総務省

自治行政局合併推進課長通知。以下「取扱通知」という。）等によると、特別交付税の算定の基礎
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数値に含めている事業（合併補助金を特定財源として控除している場合を除く。）に係る経費

は合併補助金の補助の対象とはならないこととされている。

2 検査の結果

本院は、総務本省及び 199市町村において、会計実地検査を行った。そして、合規性等の

観点から補助事業の事業費が適正に算定されているかなどに着眼して、交付申請書、特別交

付税の算定資料等の書類により検査した。その結果、事業主体が実施した 8件の補助事業

（事業費計 569,499,397円）については、その事業費の全部又は一部が特別交付税の算定の基

礎数値に含まれていて、特別交付税が措置されている事業に対して合併補助金の交付を受け

ていた。したがって、これに係る国庫補助金 17年度 111,375,000円、18年度 305,530,820

円、計 416,905,820円は特別交付税の措置と重複して交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助要綱等の理解が十分でなかった

こと、総務省において事業主体から提出された実績報告書等の審査及び確認が十分でなかっ

たことによると認められる。

これを事業主体別に示すと次のとおりである。

県 名 事業主体 補助事業 年 度 補助対象事
業費

左に対する
国庫補助金

不当と認め
る補助対象
事業費

不当と認め
る国庫補助
金

千円 千円 千円 千円

（ 3） 群 馬 県 高崎市 統合型地
理情報シ
ステム構
築事業、
市内循環
バス購入
事業

18 201,936 201,936 194,481 194,481

上記の事業主体は、地図情報をイントラネットにより庁内で利用するとともに市民に対し

てもインターネットで提供して、市域全体の地図情報を一体的に管理・運用することによ

り、地図情報を用いた各種業務が効率的に行われるようにする事業（統合型地理情報システ

ム構築事業）を事業費 142,590,000円で実施して、同額の合併補助金の交付を受けていた。

また、交通弱者の交通手段の確保等を目的として、バスを購入する事業（市内循環バス購

入事業）を事業費 59,346,000円で実施して、同額の合併補助金の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、前記の統合型地理情報システム構築事業の事業費のうち

135,135,000円を、統合型地理情報システム（GIS）導入に要する経費として、また、市内循環

バス購入事業の事業費 59,346,000円を、地方バス路線運行維持対策に要した経費として特別

交付税の算定の基礎数値に含めて総務本省に報告して、その措置を受けていた。

したがって、前記の事業費のうち 194,481,000円については、特別交付税の措置と重複し

て合併補助金の交付を受けており、これに係る同額の国庫補助金が過大に交付されていた。

（ 4） 長 野 県 大町市 市民バス
運行事業

18 67,047 59,300 58,249 50,502

上記の事業主体は、旧市村ごとに運行していた公営バスを新市の統一的業務として運行す

る業務等を民間に委託するなどの事業を事業費 67,047,708円で実施して、合併補助金

59,300,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、本件事業の事業費のうち 52,075,000円を、地方バス路線運行維持対

策に要した経費として特別交付税の算定の基礎数値に含めて総務本省に報告して、その措置

を受けていた。

したがって、上記の事業費のうち 58,249,978円については特別交付税の措置と重複して合
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併補助金の交付を受けており、これに係る国庫補助金 50,502,270円が過大に交付されてい

た。

（ 5） 岐 阜 県 中津川市 GIS整備 17 43,323 43,000 25,273 24,950

上記の事業主体は、地図データの作成及びシステムの統一をすることにより各担当部署に

おいて情報を利用して合理的な事務を行うとともに必要な箇所を必要な縮尺でその場で提供

できるという市民サービスを実施するための事業を事業費 43,323,500円で実施して、合併補

助金 43,000,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、本件事業の事業費のうち 25,000,000円を、統合型地理情報システム

（GIS）導入に要する経費として特別交付税の算定の基礎数値に含めて総務本省に報告して、

その措置を受けていた。

したがって、上記の事業費のうち 25,273,500円については、特別交付税の措置と重複して

合併補助金の交付を受けており、これに係る国庫補助金 24,950,000円が過大に交付されてい

た。

（ 6） 岡 山 県 新見市 地域バス
対策事業

17、18 134,019 106,500 134,019 106,500

上記の事業主体は、旧市町村ごとに運行していた公営バスを、合併に伴い系統を整備し

て、新市の市営バスとして維持するため、運行業務を民間に委託する事業を事業費

134,019,739円で実施して、合併補助金 106,500,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、本件事業の事業費全額を、地方バス路線運行維持対策に要した経費

として特別交付税の算定の基礎数値に含めて総務本省に報告して、その措置を受けていた。

したがって、上記の事業費全額については、特別交付税の措置と重複して合併補助金の交

付を受けており、これに係る国庫補助金 106,500,000円が過大に交付されていた。
（ 7） 大 分 県 佐伯市 GIS の構

築、情報
ネ ッ ト
ワークの
整備事業

17、18 123,172 111,563 52,082 40,472

上記の事業主体は、合併後の新市の事務の効率化を図るため GIS（地理情報システム）の構

築を行う事業（GISの構築）を事業費 31,563,000円で実施して、同額の合併補助金の交付を受

けていた。

また、行政運営の合理化及び効率化を図るため合併に関係した旧市町村の行政ネットワー

クを一本化するなどの事業（情報ネットワークの整備事業）を事業費 91,609,450円で実施し

て、合併補助金 80,000,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、前記の GISの構築の事業費のうち 29,925,000円を、統合型地理情

報システム（GIS）導入に要する経費として、また、情報ネットワークの整備事業の事業費の

うち 22,157,000円を、統合型地理情報システム（GIS）導入に要する経費として、特別交付税

の算定の基礎数値に含めて総務本省に報告して、その措置を受けていた。

したがって、前記の事業費のうち 52,082,000円については、特別交付税の措置と重複して

合併補助金の交付を受けており、これに係る国庫補助金 40,472,550円が過大に交付されてい

た。
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事業費
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（ 3）―（ 7）の計 569,499 522,299 464,106 416,905

（ 8）―

（12）
情報通信格差是正事業等の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）総務本省 （項）総務本省

（項）情報通信格差是正事業費

部 局 等 総務本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 情報通信格差是正

� 地域イントラネット基盤施設整備

電気通信格差是正

� 新世代地域ケーブルテレビ施設整備

� 地域インターネット導入促進基盤整備

補助事業の概要 地域における高度情報化社会の均衡ある発展を図るために、高度情報

通信ネットワーク等先導的な情報通信基盤となる施設等を整備するも

の

補 助 事 業 者 � 市 2（ 2事業主体）

� 県 1

� 市 1、町 1（ 2事業主体）

間接補助事業者 � 市 1、町 1

間接補助事業者
（事 業 主 体）

� 第三セクター 1

事業費の合計 1,467,979,757円（平成 15年度～17年度）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

483,612,000円

不当と認める事
業費

30,423,660円（平成 15年度～17年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

13,588,651円（平成 15年度～17年度）

1 補助金の概要

総務省は、地域における情報基盤を整備して高度情報化社会の均衡ある発展を図るため

に、情報通信格差是正事業又は電気通信格差是正事業の一環として、次のような事業を行う

事業主体に対して、その事業に要する経費の一部として情報通信格差是正事業費補助金又は

電気通信格差是正事業費補助金を交付している。

� 地域イントラネット基盤施設整備事業

地域イントラネット基盤施設整備事業は、都道府県、市町村、連携主体（複数の市町村
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にまたがる区域において、都道府県又は市町村で構成される事業主体）等が地域における

LAN（地域イントラネット）等の施設及び設備を整備するものであり、その補助対象経費

は、当該事業に必要なセンター施設、光ファイバケーブル（以下「光ケーブル」という。）等

から成る伝送施設、情報端末、カメラ、プロジェクター等から成る双方向画像伝送装置

（以下「テレビ会議装置」という。）、送受信装置等の整備に要する経費等とされていて、保

守等に係る経費は補助の対象とならないこととなっている。その補助金の交付額は、当該

事業を合併後の市町村が合併年度等に行う場合及び連携主体が行う場合は補助対象経費の

2分の 1に相当する額となっている。

� 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業は、市町村又は第三セクターが地域住民に映像

情報等を提供するケーブルテレビの施設及び設備を整備するものであり、その補助対象経

費は、当該事業に必要なセンター施設、光ケーブル等から成る線路設備、インターネット

設備等の整備に要する経費等とされている。その補助金の交付額は、当該事業を第三セク

ターが行う場合は施設を整備する地域の区分に応じて補助対象経費の 4分の 1、 6分の 1

又は 8分の 1に相当する額となっており、都道府県、市町村を通じて交付されることと

なっている。

� 地域インターネット導入促進基盤整備事業

地域インターネット導入促進基盤整備事業は、過疎地域自立促進特別措置法（平成 12年

法律第 15号）や山村振興法（昭和 40年法律第 64号）に基づき過疎地域や振興山村に指定され

ている地域等（以下「特定地域」という。）に該当する市町村が、各種行政分野においてイン

ターネットを活用して地域住民に行政サービスを提供するなどの施設及び設備を整備する

ものであり、その補助対象経費は、当該事業に必要な伝送施設、テレビ会議装置、送受信

装置等の整備に要する経費とされている。なお、事業主体が当該補助事業に併せて単独事

業（事業主体が国の補助金等を受けずに実施する事業）を実施する場合には、補助事業と単

独事業に共通して要した経費を、補助事業と単独事業との割合等により案分して補助対象

経費を算定することになっている。その補助金の交付額は、当該事業を特定地域に該当す

る市町村が行う場合は補助対象経費の 2分の 1に相当する額となっている。

そして、事業主体は事業内容やテレビ会議システム等の利用見込み件数等を記載した交付

申請書を総務省に提出して、同省はその内容を審査した上で補助金の交付決定を行うことと

なっている。また、事業主体は補助事業の完了後に実績報告書を同省に提出して、同省はそ

の内容の審査を行うとともに必要に応じて現地調査等を行うこととなっている。

本件事業のうち前記�及び�の事業については、平成 14年次の会計実地検査において、

テレビ会議装置の利用が低調な事態等が見受けられたので、本院がその利用状況等を改善す

るよう指摘したところ、総務省が事業主体に対して需要を的確に把握することを周知徹底す

るなどの処置を講じたことから、平成 13年度決算検査報告において、当該事態を「本院の指

摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記している。

2 検査の結果

本院は、総務省、15県並びに同管内の市町村、連携主体及び第三セクターにおいて会計

実地検査を行った。そして、市町村、連携主体及び第三セクターの計 121事業主体が 14年
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度から 19年度までの間に実施した 170件の補助事業について、合規性、経済性、有効性等

の観点から、補助事業に併せて単独事業を実施する場合の補助対象経費は適切に算定されて

いるか、上記の処置が講じられた後に整備されたテレビ会議装置は所期の目的に沿って利用

されていて補助の目的は達せられているかなどに着眼して、実績報告書等の書類により検査

した。検査したところ、 5事業主体が実施した 5件の補助事業（補助対象事業費計

1,467,979,757円）において、事業主体が、補助対象経費を補助事業と単独事業との割合で案

分して算定していなかったり、テレビ会議装置を全く利用していなかったりなどしていた。

このため、補助対象事業費 30,423,660円が過大になっていたり、補助の目的を達していな

かったりしていて、これに係る国庫補助金相当額 13,588,651円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識

が十分でなかったこと、総務省において当該事業に係る事業主体への指導が十分でなかった

ことなどによると認められる。

これを事業主体の所在する県別に示すと次のとおりである。

県 名 事業主体 補助事業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金

不当と認
める補助
対象事業
費

不当と認
める国庫
補助金

摘 要
�
�
�

補助対
象事業
費

�
�
�

千円 千円 千円 千円

（ 8） 福 島 県 南会津郡
只見町

地域イン
ターネッ
ト導入促
進基盤整
備

17 48,499
（48,499）

24,249 11,026 5,513 精算過大

この補助事業は、上記の事業主体が、防災映像情報提供システム等を構築するために、

町庁舎や地区センター等の施設へのサーバや防災カメラの整備、これらの施設を接続する

光ケーブルの敷設工事等を単独事業の実施に併せて行ったものである。事業主体は、本件

事業費を 48,499,500円（補助対象事業費同額）として、国庫補助金 24,249,000円の交付を受

けていた。

しかし、事業主体は、光ケーブルの材料費やその敷設工事等の実施設計費に係る補助対

象経費の算定に当たって、補助事業と単独事業がそれぞれで使用する心数や事業費の割合

により案分すべきであったのに、補助事業で使用する心数の光ケーブルのみを敷設した場

合における材料単価を基に算定した材料費や実施設計費の全額を補助対象経費としてい

た。

したがって、適正な補助対象事業費は 37,472,887円となり、11,026,613円が過大に精算

されていて、これに係る国庫補助金 5,513,000円が過大に交付されていた。

（ 9） 和歌山県
（注）
橋本市 地域イン

トラネッ
ト基盤施
設整備

17 155,165
（155,165）

77,582 3,146 1,573 補助の対
象外

この補助事業は、上記の事業主体が、行政情報提供・行政相談システム等を構築するた

めに、センター施設や公共施設への無停電電源装置、情報端末等の整備等を行ったもので

ある。事業主体は、本件事業費を 155,165,144円（補助対象事業費同額）として、国庫補助

金 77,582,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、補助の対象とならない無停電電源装置等の保守等に係る経費

3,146,594円を上記の補助対象事業費に含めていた。
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したがって、適正な補助対象事業費は 152,018,550円となり、前記の補助対象事業費

155,165,144円との差額 3,146,594円に係る国庫補助金 1,573,000円が過大に交付されてい

た。

（注） 平成 18年 2月 28日以前は橋本市及び伊都郡高野口町から成る連携主体

（10） 岡 山 県 岡山ネッ
トワーク
株式会社

新世代地
域ケーブ
ルテレビ
施設整備

15 1,001,500
（1,001,500）

250,375 6,493 1,624 補助金の
過大交付

この補助事業は、上記の事業主体が、既設線路設備の広帯域化及び線路設備の新設のた

めに、岡山市及び瀬戸町（平成 19年 1月 22日以降は岡山市）において、光ケーブルを敷設

するなどしたものである。事業主体は、本件事業費を 1,001,500,000円（補助対象事業費同

額）として、国庫補助金 250,375,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、上記の設備等を整備するための工事費について、実態に即した

202日の工期及び 11,497mの光ケーブルの敷設長を基に算定すべきであるのに、誤って、

予定工期である 315日及び 6,017mが重複計上となっている 17,514mを基にこれを算定し

ていたため工事費が過大となっており、その結果、補助対象経費が過大に算定されてい

た。

したがって、適正な補助対象事業費は 995,006,850円となり、前記の補助対象事業費

1,001,500,000円との差額 6,493,150円に係る国庫補助金相当額 1,624,000円が過大に交付さ

れていた。

（11） 広 島 県
（注）
三原市 地域イン

ターネッ
ト導入促
進基盤整
備

16 43,991
（43,991）

21,995 7,150 3,575 目的不達
成

この補助事業は、上記の事業主体が、教育 TV会議システム等を構築するために、情報

センターへのサーバ等の整備や学校施設へのテレビ会議装置（ 6台）等の整備等を行ったも

のである。事業主体は、本件事業費を 43,991,913円（補助対象事業費同額）として、国庫補

助金 21,995,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、上記のテレビ会議装置について、その需要を的確に把握せずにこ

れを整備していて、また、整備後においても利用状況の改善策を講じなかったため、事業

完了の平成 17年 3月から 20年 2月の会計実地検査までの間（35か月間）、これを全く利

用していない状況であった。

したがって、本件事業により整備した上記のテレビ会議装置（整備費 7,150,500円）は補

助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額 3,575,250円が不当と認められ

る。

（注） 平成 17年 3月 21日以前は賀茂郡大和町

（12） 徳 島 県 阿波市 地域イン
トラネッ
ト基盤施
設整備

17 264,314
（218,823）

109,411 2,606 1,303 目的不達
成
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この補助事業は、上記の事業主体が、複数校で双方向の遠隔授業を行うなどの学校間コ

ミュニケーションシステム等を構築するために、センター施設の整備や学校施設へのテレ

ビ会議装置（15台）等の整備等を行ったものである。事業主体は、本件事業費を

264,314,000円（補助対象事業費 218,823,200円）として、国庫補助金 109,411,000円の交付

を受けていた。

しかし、事業主体は、上記のテレビ会議装置について、その需要を的確に把握せずにこ

れを整備していて、また、整備後においても利用状況の改善策を講じなかったため、事業

完了の平成 18年 3月から 20年 5月の会計実地検査までの間（25か月間）、これを全く利

用していない状況であった。

したがって、本件事業により整備した上記のテレビ会議装置（整備費 2,606,803円）は補

助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額 1,303,401円が不当と認められ

る。

（ 8）―（12）の計 1,513,470
（1,467,979）

483,612 30,423 13,588

そ の 他

（13） 特別交付税の措置の対象となる地理情報システム導入に要する経費の算定に当たり、

対象外経費を含めて計算していたため、特別交付税が過大に交付されているもの

会計名及び科目 交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定）

（項）地方交付税交付金

部 局 等 総務本省

交 付 の 根 拠 地方交付税法（昭和 25年法律第 211号）

交 付 先 鳥取県米子市

特別交付税交付
額

983,103,000円（平成 18年度）

不当と認める特
別交付税交付額

28,374,000円（平成 18年度）

1 特別交付税の概要

総務本省（以下「本省」という。）は、地方交付税法（昭和 25年法律第 211号）に基づき、普通交

付税の算定方法によっては捕そくされなかった特別の財政需要がある地方団体等に特別交付

税を交付している。

特別交付税の額の算定方法は、特別交付税に関する省令（昭和 51年自治省令第 35号。以下

「省令」という。）に算定の対象となる各財政需要の事項ごとに定められており、本省は、地方

団体から提出させた各財政需要に関する基礎資料（以下「算定資料」という。）等を基に地方団

体に交付すべき特別交付税の額を算定することとなっている。本省は、各財政需要のうち、
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市町村における統合型地理情報システム（GIS）導入に要する経費（以下「GIS経費」という。）

については、算定資料に記載された一般財源による支出額に省令で定める係数を乗ずるなど

して算定した額を特別交付税として措置することとなっており、国庫補助金等の特定財源が

充当されている事業費部分は、特別交付税の算定の対象外とされている。

そして、本省は、平成 18年度に、鳥取県米子市に対して、GIS経費に係る特別交付税の

額 29,750,000円を含む特別交付税 983,103,000円を交付していた。

2 検査の結果

本院は、本省、鳥取県及び米子市において、合規性等の観点から、特別交付税が適正に算

定されているかに着眼して、会計実地検査を行った。そして、米子市が作成した算定資料等

の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

米子市は、GIS経費に係る算定資料を作成するに当たり、この GIS経費に該当する米子

市地図情報土地評価システム導入業務委託（事業費 85,000,000円）を対象とした 18年度市町

村合併推進体制整備費補助金（以下「合併補助金」という。）81,069,000円の交付を受けること

としていたことから、算定資料に「決算（見込）予算額 85,000千円」と合併補助金 81,069,000

円を控除した「一般財源 3,931千円」を併せて記載して本省に提出していた。そして、この合

併補助金 81,069,000円は 19年 4月に本省から同市に交付されていた。

しかし、本省は、米子市に対する GIS経費に係る特別交付税の額を算定する際に、「一般

財源 3,931千円」を基に算定すべきところ、誤って「決算（見込）予算額 85,000千円」を基に

29,750,000円と算定していた。

したがって、合併補助金 81,069,000円を控除した「一般財源 3,931千円」を基に適正な GIS

経費に係る特別交付税の額を算定すると 1,376,000円となり、前記の 29,750,000円との差額

28,374,000円の特別交付税が米子市に対して過大に交付されており、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、本省において、特別交付税の額の算定において算定資

料の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 地域イントラネット基盤施設整備事業において、テレビ会議装置の整備に係る補助が

的確に行われるよう是正改善の処置を求めたもの

所管、会計名及
び科目

総務省所管 一般会計 （組織）総務本省（平成 13年 1月 5日以前は郵

政本省）

（項）総務本省

（項）情報通信格差是正事業費

財務省所管 産業投資特別会計 （社会資本整備勘定）

（項）改革推進公共投資電気通信格差是正施

設整備資金貸付金

（項）改革推進公共投資情報通信格差是正事

業資金貸付金
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部 局 等 総務本省（平成 13年 1月 5日以前は郵政本省）

補助事業の概要 地域における高度情報化社会の均衡ある発展を図るために、高度情報

通信ネットワーク等先導的な情報通信基盤となる施設等を整備するも

の

有効に利用され
ていないテレビ
会議装置の整備
費

5億 4795万余円（平成 11年度～17年度）

上記に対する国
庫補助金相当額

2億 3229万円

（前掲 94ページの「情報通信格差是正事業等の実施及び経理が不当と認められるもの」参照）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置の利用状況に

ついて

（平成 20年 10月 31日付け 総務大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 事業の概要

貴省は、地域における情報基盤を整備して高度情報化社会の均衡ある発展を図るために、

IT関連施策としての情報通信格差是正事業、電気通信格差是正事業、地域情報通信ネット

ワーク基盤整備事業等を行う都道府県、市町村、連携主体（複数の市町村にまたがる区域に

おいて、都道府県又は市町村で構成される事業主体）等に対して、その事業に要する経費の

一部として情報通信格差是正事業費補助金等を交付し又は無利子貸付金
（注 1）

を貸し付けている。

上記補助金等の交付又は無利子貸付金の貸付けを受けて事業主体が実施する事業のうち、

情報端末、カメラ、プロジェクター等から成る双方向画像伝送装置（以下「テレビ会議装置」

という。）の整備が補助の対象となっている事業としては、地域イントラネット基盤施設整備

事業、広域的地域情報通信ネットワーク基盤施設整備事業、地域インターネット導入促進基

盤整備事業及び地域公共ネットワーク基盤整備事業の 4事業（以下「地域イントラネット基盤

施設整備事業等」という。）がある。

地域イントラネット基盤施設整備事業等を実施する事業主体は、総務省所管補助金等交付

規則（平成 12年総理府・郵政省・自治省令第 6号）のほか、情報通信格差是正事業費補助金交付

要綱等に基づき事業を実施することとなっている。この交付要綱等によると、事業主体は、

事業内容、構築しようとするシステムの利用見込み件数等を記載した交付申請書を貴省に提

出して、貴省は、その内容を審査した上で補助金の交付決定を行うこととしている。事業主

体は補助事業の完了後に実績報告書を貴省に提出して、貴省は、その内容の審査及び必要に

応じて現地調査を行い、事業の実施結果が交付決定の内容・条件に適合すると認めたときは

補助金の額の確定を行い、補助金を交付することとなっている。

地域イントラネット基盤施設整備事業等において、事業主体は、テレビ会議装置を用いて

次のような各種のシステムを構築している。そして、事業主体は、これらのシステムを構築
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するために、本庁舎にサーバを、本庁舎、支所、学校、公民館等の公共施設にテレビ会議装

置をそれぞれ整備するとともに、これらの装置を接続する光ファイバケーブル網を整備して

いる。

� 小・中学校の児童・生徒等が、学校施設に整備されたテレビ会議装置を用いて、他校と

遠隔授業を行うことなどができる学校間交流システム

� 地域住民が、自宅から遠くにある本庁舎に赴くことなく、最寄りの公共施設に整備され

たテレビ会議装置を用いて、行政について相談することなどができる行政相談システム

� 地域住民が、自宅から遠くの公共施設に赴くことなく、最寄りの公共施設に整備された

テレビ会議装置を用いて、生涯学習の講座を受講して質問することなどができる生涯学習

システム

（注 1） 無利子貸付金 日本電信電話株式会社の株式の売払収入を財源とする財務省所管産業

投資特別会計社会資本整備勘定からの無利子貸付金。この無利子貸付金について

は、その償還時に償還額に相当する額の国の補助金が交付されることになっている

ことから、補助金と同様に取り扱われている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

テレビ会議装置については、平成 14年次の会計実地検査においてその利用が低調な事態

等が見受けられたので、本院がその利用状況等を改善するよう指摘したところ、14年 10月

に貴省が事業主体に対して需要を的確に把握することを周知徹底するなどの処置を講じたこ

とから、平成 13年度決算検査報告において、当該事態を「本院の指摘に基づき当局において

改善の処置を講じた事項」として掲記している。

本院は、貴省が上記の改善の処置を講じた後の状況について、14県
（注 2）

において会計実地検

査を行った。そして、11年度から 17年度までの間に地域イントラネット基盤施設整備事業

等を実施した上記 14県の 63事業主体による 66事業のうち、テレビ会議装置を整備してい

た 43事業主体による 46事業（補助対象事業費 135億 6928万余円、これに係る国庫補助金

56億 0826万円）を対象として検査した。そして、有効性等の観点から、上記の 43事業主体

が 56システム（学校間交流システム 34、行政相談システム 19、生涯学習システム 3）を構築

するために整備したテレビ会議装置 1,168台（整備費 5億 5392万余円、これに係る国庫補助

金相当額 2億 3510万余円）が所期の目的に沿って利用されていて、補助の目的は達せられて

いるかなどに着眼して、交付申請書、実績報告書等の書類により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� テレビ会議装置の利用状況について

ア テレビ会議装置の全般的な利用状況について

前記のテレビ会議装置 1,168台の運用開始から 19年度末又は運用停止までの間（最短

7か月間、最長 72か月間、平均 40か月間）における平均年間利用回数は、次図のとお

りとなっていた。
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図 テレビ会議装置 1,168台における平均年間利用回数ごとの台数構成

すなわち、全体の 99.3％に当たる 1,160台（整備費 5億 4795万余円、これに係る国庫

補助金相当額 2億 3229万余円）が週に 1回以下の極めて低調な利用状況となっていた。

この 1,160台のおよそ 3分の 2に当たる 769台は年に 1回以下の利用状況となってお

り、更にこの 769台のうち 424台は全く利用実績がなく、これが 1,160台のおよそ 3分

の 1を占めていた。特に、広島県三原市の地域インターネット導入促進基盤整備事業及

び徳島県阿波市の地域イントラネット基盤施設整備事業においては、テレビ会議装置計

21台を用いた学校間交流システム全体が事業完了後全く利用されていなかった。

このように、週に 1回以下の利用状況にある 1,160台のテレビ会議装置については有

効に利用されておらず、事業の目的が達成されているとは認められない。

イ テレビ会議装置を用いたシステムの種類別の利用状況について

システムの種類別の利用回数ごとの台数及びテレビ会議装置 1台当たり平均年間利用

回数は、表 1のとおりであり、いずれのシステムにおいても、その利用状況は低調で、

1台当たりの平均利用回数は年に数回の利用にとどまっている状況となっていた。特

に、学校間交流システム及び行政相談システムのために整備したテレビ会議装置の利用

状況は極めて低調であり、どちらのシステムにおいても、それぞれ、全体の 3分の 1以

上である 222台及び 202台が事業完了後全く利用されていなかった。
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表 1 システムの種類別の平均年間利用回数ごとの台数及び 1台当たりの平均年間利用回数

システム
の種類

システム
数 全台数

平均年間利用回数ごとの台数構成（上段：台数／下段：構成比）
1台当た
りの平均
年間利用
回 数（回／
台・年）

�利用実績
なし

�年 0回超
年 1回以下

�年 1回超
12回 以 下
（年 1回 超
月 1 回 以
下）

�年 12 回
超 52回 以
下（月 1 回
超週 1回以
下）

�年 52 回
超（週 1 回
超）

学校間交
流 34 635

222 240 148 18 7
2.63

（35.0％） （37.8％） （23.3％） （2.8％） （1.1％）

行政相談 19 506
202 101 179 23 1

2.52
（39.9％） （20.0％） （35.4％） （4.5％） （0.2％）

生涯学習 3 27
0 4 19 4 0

5.86
（0.0％） （14.8％） （70.4％） （14.8％） （0.0％）

計 56 1,168
424 345 346 45 8

2.66
（36.3％） （29.5％） （29.6％） （3.9％） （0.7％）

ウ 14年に改善の処置を講ずる前に実施された事業におけるテレビ会議装置の利用状況

について

貴省が 14年 10月に改善の処置を講ずる前の 11年度又は 13年度に実施された 7事業

9システムにおいて整備したテレビ会議装置についてみると、テレビ会議装置 1台当た

りの平均利用回数は表 2のとおりである。改善の処置を講ずる前の 13年度以前は 1.02

回であったのに対して、処置後である 15年度以降においても 1.18回にとどまってお

り、15年度以降に利用状況が改善されたとはいえない状況となっている。

表 2 平成 11年度又は 13年度の事業で整備されたテレビ会議装置の年度別の平均利用回数

事業実施
年度 事業数 システム

数 台 数

利用年度別の平均利用回数（回／台・年）

13年
度以
前の
平均

14
年度

15年
度以
降の
平均

12
年度

13
年度

15
年度

16
年度

17
年度

18
年度

19
年度

平成 11
年度事業 1 1 27 2.37 1.18 1.77 0.44 0.07 0.14 0.00 ― ― 0.16

13年度
事業 6 8 301 ― 0.73 0.73 0.68 1.75 1.69 0.84 1.72 1.22 1.29

計 7 9 329 2.37 0.80 1.02 0.65 1.52 1.36 0.74 1.72 1.22 1.18

（注） 平成 11年度の事業は 17年 12月 31日に運用を停止した。

� 利用が極めて低調となっている原因について

テレビ会議装置を用いた各システムの利用が極めて低調となっている原因について、事

業主体は次のことによるとしており、各システムに対する需要が極めて限定的であること

がその原因であると認められる。

� 学校間交流システムについては、事業主体のネットワークに接続した学校間の距離が

短いことなどからテレビ会議装置を利用するまでもなく学校間での交流を図ることがで

きること、テレビ会議装置を利用するのに適した学校行事がなかったことなどによる。
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� 行政相談システムについては、地域住民の中には、最寄りの支所等の公共施設へ赴か

ず電話で相談して事が足りるとしていたり、支所等に赴いたとしてもテレビ会議装置を

利用せずに直接職員に相談していたりすること、相談相手の職員に顔を見られてしまう

ので匿名での相談を行えないことなどによる。

� 生涯学習システムについては、テレビ会議装置の利用に適した講座が少ないことなど

による。

� 交付申請の審査及び利用状況の改善策の実施について

ア 交付申請の審査の状況について

貴省は、利用見込みのないシステムを補助事業で採択しないようにするために、13

年度第 1次補正予算以降の補助事業において、事業主体に対して、整備しようとするシ

ステム別の利用見込み件数及びその算定根拠となる資料を交付申請書に添付させて、こ

れに基づき交付申請の審査を行うこととしている。

しかし、上記の資料は、次のようなものとなっていた。

� 交付申請書に添付することとなっている資料は、�実際にテレビ会議装置を使うこ

ととなる児童・生徒、地域住民、教育委員会、学校、行政相談を受ける課等の関係者

がテレビ会議装置を用いたシステムを真に必要としていることや、�テレビ会議装置

の利用について関係者と十分に協議されていて、利用の体制が整備されていることが

分かる資料ではなかった。

� この資料のうちの利用見込み件数について、貴省は、類似システムの利用状況、人

口、パソコンの普及率、窓口利用件数等を総合的に勘案して、適切に算定するよう定

めているのみであった。

このため、事業主体は、学校間交流システムについて各学級が毎月 1回利用するなど

としていたり、行政相談システムについて市役所等の来庁者の 1割がテレビ会議装置に

よる相談に移行するなどとしていたりしていたが、その頻度を算定するに当たって、実

際に利用することとなる学校等から必ずしもその状況を聴取しておらず、具体的な根拠

に基づかずに利用見込み件数を算定していた。

イ 本院の指摘に基づき貴省が講じた改善の処置の状況について

本院の指摘に基づき 14年 10月に貴省が講じた改善の処置等により、事業主体は、テ

レビ会議装置を用いたシステムの利用状況を把握して、その利用状況が低調な場合には

原因を追究して、改善策を執ることとされた。

しかし、テレビ会議装置を用いたシステムの利用状況が低調であると当該事業主体自

身が認識している 41事業主体のうち 33事業主体は、何らの対策を講じていなかった

り、教育委員会、学校、行政相談を受ける課等の関係者と改善策について検討したもの

の、特段の改善策を見い出せなかったなどとして利用を呼びかけたにとどまっていたり

していた。

（是正改善を必要とする事態）

貴省は、本院の指摘に基づき 14年 10月に改善の処置を講じたが、これまでに整備したテ

レビ会議装置の利用状況は全般的に極めて低調で事業目的が達成されていないことからみ

て、その需要は限定的なものと認められる。
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したがって、テレビ会議装置の整備費を補助の対象とすることは適切でなく、是正改善を

図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、主として、貴省において、テレビ会議装置を用いたシ

ステムの需要は極めて限定的であるのに、これを補助の採択に反映させていなかったことに

よると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、貴省は、地域イントラネット基盤施設整備事業にお

けるテレビ会議装置の取扱いについて、20年 10月に総合通信局等に対して通知を発して、

テレビ会議装置の整備費を原則として補助の対象から除外するなどの処置を講じているとこ

ろである。

ついては、今後、これらの処置がより実効あるものとなるためには、例外的な取扱いに関

する厳格な運用など格段の取組が必要とされることから、貴省が事業主体向けに作成してい

る地域イントラネット基盤施設整備事業実施マニュアルにおいて、原則として補助の対象か

ら外す旨の改訂を早急に実施するなど、補助を行わないこととした処置が的確に行われるよ

う是正改善の処置を求める。

（注 2） 14県 秋田、福島、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、兵庫、和歌山、広島、徳島、愛

媛、福岡、宮崎各県

（ 2） 市町村合併に係る特別交付税の交付に当たり、財政需要額として報告した額と決算額

に開差が生じているため、決算額に基づいて特別交付税の交付額を見直すよう是正改

善の処置を求め及び改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定）

（項）地方交付税交付金

部 局 等 総務本省

検査実施箇所 総務本省、16県及び 17県管内 198合併市町村

市町村合併に係
る特別交付税の
概要

� 都道府県における市町村の合併支援に要する財政需要額を対象と

して交付するもの

� 市町村における合併のための準備、移行に要する財政需要額を対

象として交付するもの

特別交付税とし
て措置した額

� 16県 349億 3809万円（平成 14年度～18年度）

� 198合併市町村 468億 9034万余円（平成 14年度～18年度）

計 818億 2843万余円

上記のうち過大
と認められる特
別交付税措置額

� 16県差引き計 32億 1225万円

� 198合併市町村差引き計 64億 8164万円

計 96億 9389万円
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【是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求したものの全文】

市町村合併に係る特別交付税の額の算定について

（平成 20年 10月 31日付け 総務大臣あて）

標記について、下記のとおり、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求め、

及び同法第 36条の規定により改善の処置を要求する。

記

1 特別交付税の概要

貴省は、地方交付税法（昭和 25年法律第 211号。以下「交付税法」という。）に基づき、地方団

体の財源の均衡化を図り、交付基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障すること

により、地方団体の独立性を強化することを目的として地方交付税交付金（以下「地方交付

税」という。）を交付している。地方交付税の種類は普通交付税及び特別交付税であり、普通

交付税は基準財政需要額
（注 1）

が基準財政収入額
（注 2）

を超えて一般財源が不足する地方団体に交付され

て、特別交付税は基準財政需要額の算定方法によっては捕そくされなかった特別の財政需要

があることなどにより、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団

体に交付される。

（注 1） 基準財政需要額 普通交付税を算定する場合に地方団体の標準的な財政需要を算定す

るもので、行政項目ごとに次式により算定する。

基準財政需要額＝測定単位の数値×補正係数×単位費用

（注 2） 基準財政収入額 普通交付税を算定する場合に地方団体の標準的な税収入の一定割合

により算定した額で、次式により算定する。

基準財政収入額＝［法定普通税＋特別交付金］×75/100＋地方譲与税等＋地方特例交

付金

貴省は、地方団体に交付する特別交付税の額を算定するために、特別交付税に関する省令

（昭和 51年自治省令第 35号。以下「省令」という。）により、それぞれの地方団体に特別交付税

の算定の基礎である財政需要額について予算額等に基づく見込額を記載した資料（以下「算定

資料」という。）を作成させて、おおむね毎年度 9月及び 12月に報告させている。そして、こ

の算定資料で報告させる財政需要額（以下「報告額」という。）を基に特別交付税の額を算定し

て、毎年度 2回に分けて 12月と 3月に地方団体に交付している。

市町村合併に係る財政需要額は、都道府県及び市町村について、次のような額を報告させ

ることとなっている。

このうち、都道府県については、都道府県が、合併市町村
（注 3）

及び合併重点支援地域（都道府

県が貴省の指針に基づき指定）の市町村に、合併後のまちづくりのために交付する補助金、

交付金等（以下「県合併交付金」という。）の経費（以下「合併支援経費」という。）に係る額等とす

る。

また、市町村については、市町村が合併準備のために必要とする経費（以下「合併準備経

費」という。）及び合併関係市町村
（注 4）

が合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要と

する経費（以下「合併移行経費」という。）に係る額等とする。

そして、これらの報告額の 2分の 1相当額等を特別交付税として措置することとなってい

る。
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（注 3） 合併市町村 市町村の合併により設置された、又は他の市町村の区域の全部若しくは

一部を編入した市町村をいう。

（注 4） 合併関係市町村 市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の

一部となる市町村をいう。

合併市町村及び合併関係市町村（以下、両者を合わせて「合併等市町村」という。）は、貴省

自治行政局市町村課が作成した市町村合併関係特別交付税記載要領（平成 16年 11月事務連

絡。以下「記載要領」という。）等によると、合併準備経費及び合併移行経費の財政需要額を算

定するに当たり、貴省所管の市町村合併推進体制整備費補助金（以下「合併補助金」とい

う。）、県合併交付金等の国又は都道府県が交付する各種補助金等を上記 2経費の財源に充当

する場合は、これらの経費から当該補助金等の額を特定財源として控除することとされてい

る。

また、記載要領によると、地方団体が報告額として記載する対象経費については、可能な

限り契約額等、確定額を記載して、 9月報告分において見込額を記載したもののうち、実際

の契約締結等により多額の差額が生じたものについては、増減にかかわらず 12月報告分に

おいて修正することとされている。

省令第 8条第 2項及び第 3項には、過大に措置された特別交付税について、翌年度以降に

当該過大措置分を減額することができる旨定められているが、その適用は特別の事情がある

場合に限られている。

そして、都道府県は、毎年度、管内市町村から提出された算定資料について、その審査を

行い、取りまとめて貴省に報告することとなっている。また、交付税法第 17条の 3の規定

によると、貴省及び各都道府県は、地方交付税の算定の正確性を確保して、その配分の公正

を期することを目的として、地方団体に対して、地方交付税検査要領（以下「検査要領」とい

う。）に基づき地方交付税の額の算定資料に関する検査（以下「交付税検査」という。）を行うこ

ととしており、都道府県分及び政令指定都市分については貴省が交付税検査を行い、市町村

（政令指定都市を除く。）分については各都道府県が交付税検査を行って、その結果を貴省に

報告することとしている。

なお、貴省は、平成 19年度の特別交付税の算定に際しては、19年 9月に「18年度特別交

付税の額の算定に用いた基礎資料について」（平成 19年総務省自治財政局財政課事務連絡）による

調査（以下「基礎資料調査」という。）を行い、その調査結果を基に 19年度の合併支援経費に係

る特別交付税の算定額を減額するという従来なかった措置を同年 12月交付分で講じてい

た。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、市町村の合併に関して貴省が行う財政支援として、14年度から 18年度までの間

に都道府県及び市町村に対して交付された特別交付税 5255億余円のうち、17県
（注 5）

及び管内

198合併市町村（714合併関係市町村）において、�17県のうち合併支援経費に係る特別交付

税が交付されていない兵庫県を除く 16県における合併支援経費に係る特別交付税の交付額

計 349億 3809万円及び�17県管内の 198合併市町村（708合併関係市町村（714合併関係市

町村のうち、合併準備経費及び合併移行経費に係る特別交付税が交付されていない 6市町は
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除く。））における合併準備経費及び合併移行経費に係る特別交付税の交付額計 468億 9034万

余円を対象として検査した。

（注 5） 17県 茨城、群馬、埼玉、石川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、兵庫、鳥

取、岡山、徳島、香川、佐賀、大分各県

検査に当たっては、合規性等の観点から

� 県における合併支援経費に係る報告額と決算額とがか
�

い
�

離して多額の開差が生じていな

いか

� 合併等市町村における合併準備経費及び合併移行経費に係る報告額に、対象外経費は含

まれていないか、控除すべき国庫補助金等の特定財源が控除されているか、報告後に増減

を生じたものについて修正がされているか、報告額と決算額とがか
�

い
�

離して多額の開差が

生じていないか

などに着眼して、貴省並びに 16県及び 17県管内の 198合併市町村（708合併関係市町村）に

おいて、 9月及び 12月に報告された特別交付税の決算関係資料等の書類により会計実地検

査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 県における合併支援経費について、県の報告額と決算額に多額の開差が生じているもの

検査を実施した 16県における合併支援経費の各年度の報告額の合計額と決算額の合計

額についてみると、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、岐阜県、鳥取県、徳島県、佐賀県

及び大分県の 9県では報告額が決算額を合計で 65億 4223万余円上回っていた。特に、徳

島県（開差額 22億 2523万余円）、岐阜県（同 11億 9932万余円）、大分県（同 11億 5892万

余円）の 3県では、報告額が決算額をそれぞれ 10億円以上上回っていた。その他の県で

は、香川県で報告額が決算額を各年度の合計で 5631万余円下回っており、残る 6県は報

告額と決算額が同額となっていて、検査を実施した 16県全体では報告額が決算額を 64億

8591万余円上回っていた。

そして、貴省は、前記 16県の合併支援経費に係る算定資料の報告額に基づいてその 2

分の 1に相当する額等（愛知県は特別交付税の額が減額されているため 2分の 1に満たな

い。）349億 3809万円を特別交付税として措置していたことから、前記 16県の決算額に基

づいて算定した額 317億 2583万余円に比べると、特別交付税が計 32億 1225万余円過大

に措置されていたことになる。

合併支援経費に係る報告額が決算額を上回っている前記の 9県において、特に開差額が

大きくなる主な理由についてみると、管内の各合併等市町村において、県合併交付金を充

てることとして計画していた事業が計画どおり実施されていなかったり、事業の財源の一

部又は全部が県合併交付金から貴省所管の合併補助金に変更して実施されたりするなどし

て、県合併交付金を管内の各合併等市町村に交付する必要がなくなったことなどによると

認められる。そのほか、管内の各合併等市町村が県合併交付金に係る事業の実施に当た

り、入札を実施した結果、落札差額が発生するなどして事業費が減少したことに伴い県合

併交付金の交付額も減少したことにもよると認められる。

報告額が決算額を大きく上回っている事態について、事例を示すと次のとおりである。

第
3
章

第
1
節

第
4

総
務
省

― 108 ―



＜事例 1＞

徳島県は、市町村合併を推進するため、合併等市町村に対して、徳島県市町村合併特

別交付金（以下「徳島県合併交付金」という。）を、一合併市町村当たり 5億円（ 2市町村合

併）から 10億円（ 7市町村以上合併）交付している。

そして、同県は、各合併等市町村から聴取した徳島県合併交付金の要望額等を基に、

徳島県合併交付金の交付見込額を特別交付税の合併支援経費に係る報告額として、平成

15年度から 18年度までに計 44億 4400万円と算定して貴省に報告しており、貴省は、

合併支援経費としての特別交付税を同県に対して計 21億 9170万余円措置している。

しかし、各合併等市町村は、徳島県合併交付金を充てることとして計画していた事業

を計画どおり実施していなかったり、事業の財源の一部又は全部を徳島県合併交付金か

ら貴省所管の合併補助金に変更して実施したりしていた。こうしたことなどにより、同

県が 15年度から 18年度までに各合併等市町村に対して交付した徳島県合併交付金の決

算額は、計 22億 1876万余円となっていた。

このため、同県の特別交付税の合併支援経費に係る前記の報告額 44億 4400万円は、

決算額に比べて、計 22億 2523万余円上回っていた。

したがって、同県の 15年度から 18年度までの合併支援経費に係る決算額に基づいて

特別交付税の額を算定すると計 11億 0938万余円となり、これに比べて、前記の特別交

付税は計 10億 8231万余円過大に措置されていたことになる。

以上のことから、貴省が合併支援経費に係る特別交付税を交付するに当たり、算定資料

を各都道府県から報告させる時期について 12月報告を最終とする現行制度では、報告時

以降に生ずる契約変更等により県合併交付金が変動している場合には、報告額と決算額と

の間に開差が生ずることになる。

また、貴省は、前記のとおり、都道府県及び政令指定都市の交付税検査を行うことに

なっているが、特別交付税については、検査要領に具体的な検査項目や確認事項等を示し

ていないことなどからほとんど検査を行っていない状況であり、上記の事態を把握してい

なかった。

なお、貴省は、19年度に行った前記の基礎資料調査に基づき、各都道府県から合併支

援経費に係る 18年度の報告額、決算額、開差額を報告させ、19年度の合併支援経費に係

る特別交付税の額については、当該年度の報告額から 18年度の開差額を差し引いた額を

基にして、これに 2分の 1を乗じて算定することなどにより減額する措置を行っていた。

しかし、この減額の方法では、前年度の開差額が当該年度の報告額以上に生じていたり、

当該年度に合併支援経費が生じなかったりした場合には、前年度に過大に措置された特別

交付税額は、当該年度の合併支援経費に係る特別交付税額の措置額から減額しきれないこ

とになる。このことから、今後においては、引き続き上記と同様な減額の処置を行った

上、合併支援経費に係る前年度に過大に措置された額が当該年度措置額を上回った額につ

いては、特別交付税で措置される合併支援経費以外の事項からも控除する必要があると認

められた。

� 合併等市町村における合併準備経費及び合併移行経費について、合併市町村の報告額と

決算額に多額の開差が生じているもの
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検査を実施した 17県管内 198合併市町村（708合併関係市町村）における合併準備経費

及び合併移行経費に係る報告額と決算額についてみると、 7合併市町では、各年度の報告

額の合計額が決算額の合計額を下回っていたが、その他の 191合併市町村では各年度の報

告額の合計額が決算額の合計額を上回っていた。198合併市町村の報告額の合計額は 938

億 5609万余円で、その決算額の合計額は 808億 1605万余円となっており、報告額の合計

額が決算額の合計額を計 130億 4003万余円上回っていた。

そして、貴省は、上記 198合併市町村（708合併関係市町村）の合併準備経費及び合併移

行経費に係る算定資料の報告額に基づいて、その 2分の 1に相当する額等 468億 9034万

余円を特別交付税として措置していたことから、上記 198合併市町村の決算額に基づいて

算定した額 404億 0870万余円に比べると、特別交付税が計 64億 8164万余円過大に措置

されていたことになる。

また、合併市町村ごとの報告額と決算額の開差額の状況についてみると、報告額が決算

額を上回っていた金額が 3億円以上の合併市町村は山梨県中央市（開差額 5億 8141万余

円）、滋賀県甲賀市（同 3億 8972万余円）、兵庫県丹波市（同 3億 1157万余円）の 3市、 1

億円以上 3億円未満の合併市町村は 42市町、5000万円以上 1億円未満の合併市町村は 37

市町、2000万円以上 5000万円未満の合併市町村は 55市町村であった。

2000万円以上の開差額が生じている上記 137合併市町村の報告額が決算額を上回って

いる主な理由をみると、合併準備経費については、合併関係市町村が、報告額から特定財

源である合併補助金を控除していなかったこと、合併等市町村において、合併協議会に対

する負担金が減額されて、支出する必要がなくなったことなどによると認められる。ま

た、合併移行経費については、合併等市町村が、報告額から特定財源である県合併交付金

等を控除していなかったり、報告額に合併期日以降の対象外事業を計上したりしたこと、

合併等市町村において、報告額に計上していた事業が一部実施されていなかったり、事業

の仕様が変更されていたりなどして経費の一部を支出する必要がなかったことによると認

められる。

一方、合併準備経費と合併移行経費を合計した報告額と決算額との開差額が一合併市町

村当たり 2000万円未満の合併市町村 54市町及び報告額が決算額を下回っていた合併市町

村 7市町、計 61合併市町に係る合併等市町村は、12月に行う報告の際に事業費や特定財

源の見込額を修正して報告するなどしていた。しかし、この 12月の報告以降において、

入札の実施により落札差額が生じたものなどについて、報告額を修正する制度になってい

なかったことなどのため、報告額と決算額に開差が生じていた。

報告額が決算額を大きく上回っている事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例 2＞

滋賀県甲賀市は、 5町が合併して、平成 16年 10月に現在の市になっている。同市の

合併関係町は、14年度から 16年度までの合併準備経費及び合併移行経費として合計額

7億 5226万余円を貴省に報告しており、これらに対して特別交付税が計 3億 7613万余

円措置されている。

しかし、上記報告額のうち、�14年度の合併準備経費については、特定財源である

貴省所管の合併補助金が控除されていなかった。また、�15年度及び 16年度合併移行

経費については、特定財源である合併関係滋賀県市町村振興資金計 1億 8040万円が控
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除されていなかったり、事業費を精査することなく対象外事業経費である合併期日以降

の経費を計上していたり（16年度合併移行経費）するなどしていた。

これらを踏まえた合併準備経費及び合併移行経費の決算額の合計額は 3億 6253万余

円となり、前記の報告額の合計額 7億 5226万余円はこれに比べて 3億 8972万余円上

回っていた。

したがって、合併準備経費及び合併移行経費に係る決算額に基づいて、特別交付税の

額を算定すると計 1億 8127万余円となり、これに比べて、前記の特別交付税は計 1億

9486万余円過大に措置されていたことになる。

以上のように、特別交付税の算定の基礎となる各合併等市町村による報告額が、市町村

によって、合併に必要となる財政需要額をできる限り精査した額であったり、精査を行っ

ていない見込額であったりしていて、その取扱いに合併等市町村間で大きな開差を生じて

いる。このため、貴省は、財政需要額の精査を行わない見込額で報告した合併等市町村に

対して、特別交付税をより過大に措置することとなり、適正を欠いた事態となっていると

認められる。

そして、貴省が合併準備経費及び合併移行経費に係る特別交付税を交付するに当たり、

算定資料を各合併等市町村から報告させる時期について 12月報告を最終とする現行制度

では、報告時以降に生ずる契約変更等により財政需要額が変動している場合には、報告額

と決算額に開差が生ずることになる。

また、都道府県は、前記のとおり、管内市町村（政令指定都市は除く。）の交付税検査を

行うこととなっているが、本院が検査の対象とした 17県は、特別交付税については、貴

省が作成している検査要領に具体的な検査項目や確認事項等が示されていないことなどか

らほとんど検査を行っていない状況であり、特定財源が控除されていなかったことなどの

事態を看過していた。

（是正改善及び改善を必要とする事態）

地方団体に交付する特別交付税の額の算定において、合併支援経費、合併準備経費及び合

併移行経費（以下「合併支援経費等」という。）に係る財政需要が適切に報告されていなかった

り、それぞれ報告額が決算額を上回り多額の開差が生じたりするなどして、特別交付税が地

方団体の財政需要の決算額に基づいて算定した特別交付税の金額と比べて過大に措置される

などしている事態は、合併等市町村間のみならず地方団体間で衡平を欠いていることとなり

適切とは認められず、是正改善及び改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 貴省において、特別交付税を算定するために地方団体から報告させた算定資料の中で、

計上漏れとなった経費については次年度以降に作成する算定資料に計上することを許容し

ていたが、過大に計上された報告額についてはこれを把握して減額する措置を執っていな

かったこと、また、特別交付税については検査要領が整備されていなかったこと

イ 県において、算定資料を作成するに当たり財政需要を適切に把握していなかったこと、

特別交付税の算定資料に関する交付税検査を十分に行っていなかったこと、合併等市町村

において、算定資料を作成するに当たり事業費を精査しなかったりなどしたために適切な
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報告が行われていなかったこと、算定資料を作成した後に計上した事業を実施していな

かったり変更したりなどしていたこと

3 本院が求める是正改善の処置及び本院が要求する改善の処置

市町村合併が国の政策上の重要課題に位置付けられていることから、今後においても、市

町村合併に係る上記の特別交付税による財政支援措置は続くことが見込まれる。

ついては、貴省において市町村合併に係る合併支援経費等については算定資料による報告

額の 2分の 1に相当する額等を特別交付税で措置していることを踏まえて、適正で衡平な特

別交付税の交付が行われるよう、次のとおり是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求す

る。

ア 特別交付税の合併支援経費等に係る額を算定するに当たって、都道府県及び合併等市町

村から報告を求めた財政需要額について、決算額及び開差額を報告させるなどして財政需

要を適切に把握して当該年度の算定資料の報告額に過年度の開差額を反映させて特別交付

税の額を減額する措置を執る（災害等の緊急性の高い事項は除く。）ことなどにより、適正

な財政需要に基づき特別交付税を交付できるように規定を整備するなど措置を講ずること

（会計検査院法第 36条による改善の処置を要求するもの）

また、特別交付税に係る検査要領を整備して、貴省が交付税法第 17条の 3の規定によ

り行うこととなっている都道府県及び政令指定都市分の特別交付税の算定資料に関する交

付税検査を適切に実施すること（同法第 34条による是正改善の処置を求めるもの）

イ 都道府県及び合併等市町村に対して、合併支援経費等に係る算定資料を作成するに際し

ては、事業費等を精査して可能な限り適切な報告額を報告するよう要請するとともに、報

告後に報告額に変動が生じたものについてはその額を翌年度に報告するよう要請するこ

と。また、都道府県が交付税法第 17条の 3の規定により行うこととなっている管内市町

村分の特別交付税の算定資料に関する交付税検査を適切に実施するよう要請すること（同

法第 34条による是正改善の処置を求めるもの）
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（参 考 図） 市町村合併に係る特別交付税制度の概要

【当局の処置状況】

前記の是正改善及び改善を必要とする事態については、本院の検査における指摘により、

総務省において本院指摘の趣旨に沿い次のような処置を講じた。

アについて、特別交付税に関する省令（昭和 51年自治省令第 35号。以下「省令」という。）を

改正（平成 20年 10月 1日施行）して、各年度の特別交付税の額の算定において前年度以前の過

大な算定について調整を行う規定を創設した。また、都道府県及び政令指定都市分の合併関

係項目に係る特別交付税の算定資料の検査要領を作成して、適切な検査を実施することにし

た。
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イについて、平成 20年度合併支援経費、合併準備経費及び合併移行経費（以下「合併支援

経費等」という。）に係る算定資料を作成するに際して、報告額の十分な精査等を行うよう、

「市町村合併に関する特別交付税措置の基礎数値等について（通知）」（平成 20年 8月 26日発出）

により、各都道府県及び合併等市町村に対して適切な対応を要請した。そして、「平成 19年

度合併支援の財政需要額に係る決算差額の調について」（平成 20年 9月 26日発出）により都道

府県に対して、また、「平成 19年度合併準備及び合併移行の財政需要額に係る決算差額の調

について」（平成 20年 9月 26日発出）により各市町村に対して、19年度の算定における見込額

等に基づく報告額と決算額との差額を 20年度に報告するよう要請した。

併せて、「合併関係項目に係る特別交付税検査の実施について」（平成 20年 9月 26日発出）を

発して、市町村分の合併関係項目に係る特別交付税の検査要領を作成し、各都道府県に対し

て検査要領に基づき適切な検査を実施するよう要請した。

総務省は、以上のように規定の整備等については是正改善及び改善の処置を講じている

が、本院としては、合併支援経費等について、前記改正後の省令等に基づく特別交付税の減

額措置の実施、特別交付税の算定資料の総務省及び都道府県による検査の実施等について、

是正改善及び改善の処置が講じられるか、今後、検査していくこととする。

（ 3） 自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用が低調となっているため、サービ

スの運用方法等の改善を図るよう意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）総務本省 （項）総務本省

部 局 等 総務本省

ワンストップ
サービスの概要

パソコンを用いて、インターネット上で一括して自動車保有関係手続

を行うことにより、新車の新規登録手続に係る利用者等の負担を軽減

させるとともに行政事務の効率化を図るもの

ワンストップ
サービスの開発
費の合計額

26億 7720万円 （平成 14年度～17年度）

上記のうち総務
省負担額

5億 2843万円（背景金額）（平成 14年度～16年度）

【意見を表示したものの全文】

自動車保有関係手続のワンストップサービスの実施状況等について

（平成 20年 10月 31日付け 総務大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

（635ページの国土交通省の項に掲記）
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（ 4） 独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投資特別会計からの

出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示したもの

部 局 等 総務本省

検 査 の 対 象 総務本省

独立行政法人情報通信研究機構

設 置 根 拠 法 独立行政法人情報通信研究機構法（平成 11年法律第 162号）

独立行政法人情
報通信研究機構
通信・放送承継
勘定において平
成 19年度末に
保有する資金の
額

現金及び預金 2億 6120万余円

投資有価証券 180億 8238万余円

合計 183億 4358万余円

独立行政法人情
報通信研究機構
通信・放送承継
勘定における政
府出資金の全体
額

188億 6640万円（背景金額）

（平成 16年度～19年度）

【意見を表示したものの全文】

独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投資特別会計からの出

資金の規模等について

（平成 20年 10月 31日付け 総務大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 基盤技術研究促進センター及び通信・放送承継勘定の概要

� 基盤技術研究促進センターからの承継の状況

独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）は、平成 15年 4月 1日に通信・放

送機構（16年 4月 1日以降は独立行政法人通信総合研究所と統合して独立行政法人情報通

信研究機構）が基盤技術研究促進センター（以下「基盤センター」という。）から承継した資産

241億 7495万余円、負債 52億 0444万余円及び資本として産業投資特別会計等からの出

資金 194億 3769万余円（産業投資特別会計からの出資金 188億 6640万余円、日本政策投

資銀行からの出資金 2億 5929万余円、民間からの出資金 3億 1200万余円）を承継してい

る。

基盤センターは、基盤技術研究円滑化法（昭和 60年法律第 65号）に基づき、民間が行う基

盤技術に関する研究開発支援のための推進機関として昭和 60年 10月に設立されて、産業

投資特別会計からの出資を受けて、主として複数の民間企業と共同で設立する研究開発会

社に出資を行い、民間の共同研究による基盤技術研究を支援していた。また、基盤技術研

究に対する支援の一部は融資による方法で実施していた。

その後、貴省及び経済産業省は、基盤技術研究の促進に一定の成果はあったものの、次

のような理由により、基盤センターによる基盤技術研究の促進を図るための制度の見直し

を行った。
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� 競合する企業間で実用化の最終段階まで共同研究を継続することは難しいなどの要因

により、出資金の回収が困難であることが明らかになってきたこと

� 基盤センターの会計処理上、出資による研究開発費の支出を資産として計上すること

とされていたが、この種の支出は費用化すべきであるとする近年の企業会計基準にそぐ

わなくなったこと

見直しの結果、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律（平成 13年法律第 60号。以

下「改正円滑化法」という。）により、新しい枠組みによる民間の基盤技術研究に対する支援

制度、基盤センターの解散等が規定されることとなった。

基盤センターの解散は、改正円滑化法公布の日から 2年以内と規定されて、それまでの

間は、既存事業を廃止して事業の清算を実施することとされた上、基盤センターは平成

15年 4月 1日に解散した。解散に当たっては、改正円滑化法附則第 3条第 2項の規定に

基づいて、解散時の資本金 3148億 4425万円から、出資事業により取得した株式の取得に

要した費用総額 2856億 7015万円とこれを処分したことにより得られた収入総額 91億

3048万余円との差引額である 2765億 3966万余円を出資がなかったものとして償却し

て、383億 0458万余円が承継する資本金とされた。承継する資本金については、通信・

放送機構に 194億 3769万余円、新エネルギー・産業技術総合開発機構に 188億 6688万余

円がそれぞれ承継された。そして、基盤センターは、一切の権利及び義務を通信・放送機

構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構に承継して、事業の清算を完了した。

� 通信・放送承継勘定の状況

機構に承継された資産等は表 1の開始貸借対照表のとおりとなっている。
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表 1 独立行政法人情報通信研究機構承継時（平成 16年 4月 1 日）の開始貸借対照表
（単位：百万円）

借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額

流動資産 1,845 流動負債 693

現金及び預金 1,644 未払金 3

前払費用 0 未払費用 210

未収収益 201 預り金 473

未収消費税 1 賞与引当金 5

未収金 1 固定負債 3,689

貸倒引当金 � 4 長期借入金 3,689

固定資産 19,787 （負債合計） 4,383

有形固定資産 ― 資本金 18,918

無形固定資産 0 政府出資金 18,866

投資その他の資産 19,787 民間出資金 51

長期性預金 1,000 資本剰余金 ―

投資有価証券 14,836 利益剰余金 � 1,667

その他有価証券 348 繰越欠損金 � 1,667

長期貸付金 3,803 （資本合計） 17,250

貸倒引当金 � 210

敷金・保証金 9

資 産 合 計 21,633 負債・資本合計 21,633

資産の主なものは、出資事業の出資金 8社 3億 4851万余円、融資事業における貸付金

の元本残高 46社 38億 0360万余円が事業資産として計上されたほか、現金及び預金 16億

4411万余円、投資有価証券 148億 3625万余円が計上された。負債の主なものは、貸付金

の原資としての長期借入金 36億 8960万余円が計上されて、また、資本金として、政府出

資金 188億 6640万余円を含む 189億 1825万余円が計上された。

基盤センターから承継した政府出資金等は、改正円滑化法附則第 3条第 1項の規定によ

り、承継した株式処分業務及び債権管理回収業務（以下、両業務を合わせて「承継業務」と

いう。）に必要な資金に充てるものとされて、機構は承継業務について、通信・放送承継勘

定を設けて区分経理している。

機構は、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）に基づき、中期目標期間の 5年間

（第 1期 13年度から 17年度、第 2期 18年度から 22年度）に係る中期計画を作成して、独

立行政法人評価委員会の意見を聴いた貴省の認可を受けて、同計画に沿った業務運営を

行っている。

そして、独立行政法人情報通信研究機構法（平成 11年法律第 162号。以下「機構法」とい

う。）附則第 12条は、承継業務を終えたときは、これらを区分経理している通信・放送承

継勘定を廃止して、また、その際、債務を弁済してなお残余財産があるときは、出資額を

限度として出資者に分配することと規定しており、分配した後に残余財産があるときは、

国庫に納付することとしている。
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2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

政府は、「経済財政改革の基本方針 2007」（平成 19年 6月 19日閣議決定）において、現行の独

立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、制度創設後の様々な改革と整合的なものと

なっているかなどについて、原点に立ち返って見直すこととして、同方針に基づき、「独立

行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」（平成 19年 8月 10日閣議決定）を定めて、事

務・事業の見直し、随意契約の見直し、保有資産の見直しなどを掲げた「独立行政法人整理

合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）を策定した。

同計画は、保有資産の見直しとして、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の

国庫返納を行うとともに、既存貸付金の売却、証券化の検討及び促進、不良化している貸付

けの早期処分等により金融債権について圧縮の方向で見直しを行うこととしている。

また、政府は、20年 4月に、独立行政法人通則法改正法案を第 169回国会に提出してお

り、同法案には、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化などにより、その保

有する重要な財産であって主務省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で

必要がなくなったと認められる場合には、当該財産（以下「不要財産」という。）で政府からの

出資に係るものについては、主務大臣の認可を受けてこれを国庫に納付するものとするなど

と規定されており、さらに、国庫返納に伴う減資等についても所要の規定が設けられてい

る。

そこで、経済性、有効性等の観点から、機構が基盤センターから承継した出資金の額が承

継業務の規模に比べて適切なものとなっているかなどに着眼して、貴省及び機構において、

機構が基盤センターから承継した資産等を対象に、関係書類等の提出を受けるとともに、通

信・放送承継勘定の業務の実施状況及び業務に関する指導・監督状況等の説明を聴取するな

どして会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 承継業務の状況

ア 株式処分業務の状況

株式の保有及び処分の状況の推移は、図 1のとおり、出資先会社 8社の株式につい

て、16年 4月の機構承継時の開始貸借対照表における計上価額は出資額 12億円であっ

たが、出資先会社の純資産額を基にした評価換えを行ったことにより、評価額は 3億

4851万余円となっており、評価損 8億 5148万余円が発生している。また、その処分に

ついては、17年 11月までに 8社の株式を合計 2億 7577万余円で売却して 18年 6月で

業務を終了しており、売却損は 7273万余円となっている。
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図 1 株式の保有及び処分の状況の年度別推移

（単位：百万円）

イ 債権管理回収業務の状況

債権管理回収業務の年度別実績及び見込みは、中期計画等によれば図 2のとおりと

なっている。

図 2 貸付先会社数、貸付金元本残高、借入金元本残高の実績及び見込み

（単位：百万円）

（注） 平成 19年度までは回収実績、20年度以降は回収見込み

貸付金の貸付先及び元本残高は、16年 4月の承継時に 46社 38億 0360万円であった

が、20年 3月末現在で 10社 5億 2809万円（一般債権 9社 4億 8984万円、破産更生債

権 1社 3825万円）となっており、承継時と比較して会社数で 78.2％、貸付額で 86.1％

減少している。

貸付金元本は、20年度から 23年度までの各年度におおむね 6000万円から 1億 7000

万円の回収が見込まれており、24年度に 2社から 1250万円を回収して業務を終了する

ことにしている。

また、貸付金の原資である産業投資特別会計からの借入金は、23年度上期に償還を

終了することにしており、年々業務規模が縮小していくことは明確である。
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� 通信・放送承継勘定の損益の状況

16年度から 19年度までの業務運営の実績は表 2のとおりとなっている。

表 2 業務運営実績内訳の年度別推移 （単位：百万円）

区 分 平成 16年度 17年度 18年度 19年度

（経常費用） 188 143 95 70

通信・放送承継業務費 49 40

一般管理費 111 90 9 7

財務費用

支払利息 77 53 35 22

（経常収益） 408 358 295 284

事業収入

融資事業収入 86 57 27 17

財務収益 236 241 245 252

受取利息 20 21 10 0

有価証券利息 215 220 234 251

雑益 85 59 22 14

貸倒引当金戻入益 68 59 22 14

経常利益 220 214 200 214

臨時損失 46 26 ― ―

当期純利益 174 188 200 214

�次期繰越欠損金 � 1,493 � 1,305 � 1,104 � 890

一般管理費が年々減少していて、支払利息も貸付金の原資である長期借入金の縮小に

伴って減少しているために、経常費用の総額は年々減少傾向にある。

また、有価証券利息が年々増加しているものの、融資事業収入が貸付金の元本残高の縮

小に伴って減少しているために、経常収益の総額は年々減少傾向にある。

臨時損失を加味しても毎年度純利益が増加しており、各年度の利益は、承継前に基盤セ

ンターが貸付金の元本を減免したことなどにより生じた欠損金や承継後の株式評価損等か

ら生じた欠損金の処理に充てられており、19年度は 2億 1417万余円が充てられて、繰越

欠損金を 8億 9065万余円計上している。

� 保有資金の運用の状況

通信・放送承継勘定の現金及び預金、預託金、投資有価証券
（注）

の残高の推移は、図 3のと

おりである。
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図 3 資金の保有内訳の年度別推移 （単位：百万円）

17年度において、財政融資資金の預託金が満期を迎えたために 10億円減少しており、

投資有価証券が前年度から 9億 7692万余円増加して 158億 4950万余円となっている。さ

らに、18、19両年度においても現金及び預金が前年度から 16億 4715万余円、 4億 0491

万余円減少する一方、投資有価証券が前年度から 17億 9272万余円、 4億 4014万余円増

加して 176億 4223万余円、180億 8238万余円となっている。

18、19両年度において、現金及び預金の計上額が減少する一方、投資有価証券が増加

しているのは、株式処分業務が終了したり、債権管理回収業務の規模が大幅に縮小したり

したために、当面の運営資金である現金等の需要が低くなり、これらを投資有価証券で運

用したことなどによると認められる。

（注） 保有している投資有価証券の種類は、社債（電力債等）、政府保証債、公団公庫債等であ

る。

そして、投資有価証券の計上額が増加したことによる収益への影響は、図 4のとおりで

ある。

図 4 財務収益と経常費用の年度別推移

（単位：百万円）

経常収益の総額は年々減少傾向にあるものの財務収益が増加しているのは、投資有価証

券の計上額が毎年増加していることに伴い有価証券利息が増加しているためである。ま

た、経常費用は財務収益を下回っており、年々減少傾向にある。
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（改善を必要とする事態）

承継業務の規模が年々縮小して、出資金の額は、承継業務量に比べて過大となっていくこ

とが明らかであるにもかかわらず、多額の出資金を投資有価証券の形で保有して経常費用を

大きく上回る財務収益を計上し続けている事態は、現下の財政状況等にかんがみると、国の

資産の有効活用の面から適切とは認められず、出資金の額を適切な規模にするよう検討を行

うなどの改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴省及び機構において、機構法では、勘定の廃止時に

残余財産は出資額を限度として出資者に分配するなどの規定となっており、出資金の規模を

適切なものとする相応の減資を行い、国からの出資金を国庫に返納するという規定がない現

状において、業務規模の縮小に応じて、承継業務に充てるための出資金を適切な規模とする

などの検討を行っていなかったことによると認められる。

3 本院が表示する意見

株式処分業務は 18年 6月で終了しており、また、債権管理回収業務は、承継時に 46社

38億 0360万円計上されていた貸付金の元本残高が 19年度末時点において 10社 5億 2809

万円まで減少している。このため、機構が基盤センターから承継した産業投資特別会計等か

らの多額の出資金は、主に投資有価証券で運用されており、今後も多額な有価証券利息等の

運用益が見込まれるものの、その運用益を充てるべき承継業務の業務量は、今後、更に減少

していくと認められる。

このように、承継業務の規模が年々縮小していくことが明らかであるにもかかわらず、機

構は、機構法に基づき、貸付債権の最終償還時である 24年度を目途として、政府出資金

188億 6640万余円を全額保有し続けることになる。

ついては、貴省において、独立行政法人整理合理化計画に従った保有資産の見直しの中

で、機構の通信・放送承継勘定における保有資金について、不要財産かどうかの見極めを行

うなどして、出資金の額の適切な規模を検討して、関係機関と調整の上で、出資金の減資を

行うことにより生ずる資金の国庫返納を可能とする検討を行うよう意見を表示する。

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

年度途中に急きょ設置された組織等の運営経費に係る経理について、方針を定めるこ

とにより、速やかに適切な手続が執られるよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）総務本省 （項）総務本省

（組織）管区行政評価局 （項）管区行政評価局

部 局 等 総務本省、50管区行政評価局等

第三者委員会の
概要

年金記録の確認について、社会保険庁側に年金保険料の納付記録がな

く、本人も領収書等の物的な証拠がない場合に、関連資料を調査検討

して、記録訂正に関する判断を示すことを任務とする委員会
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第三者委員会の
運営経費

21億 9583万余円（平成 19年度）

上記のうち本来
経理するための
「目」で は な い
「目」から支出し
たとして経理し
ていた経費の額

8億 0982万円

1 年金記録確認中央第三者委員会等の概要

総務省は、年金記録確認第三者委員会令（平成 19年政令第 186号）等に基づき、年金記録の

訂正に関して、平成 19年 6月に総務本省に年金記録確認中央第三者委員会（以下「中央委員

会」という。）を、同年 7月に 50管区行政評価局等
（注 1）

に年金記録確認地方第三者委員会（以下「地

方委員会」という。また、中央委員会と地方委員会とを合わせて「第三者委員会」という。）を

それぞれ設置している。第三者委員会は、年金記録の確認について、社会保険庁側に年金保

険料の納付記録がなく、本人も領収書等の物的な証拠がない場合に、関連資料を調査検討し

て、記録訂正に関する判断を示すことを任務としている。

そして、総務省は第三者委員会を運営するために、表 1のとおり、非常勤職員に対する手

当、備品の購入費等の経費を支出しており、19年度に要した運営経費は計 2,195,837,612円

となっている。

表 1 第三者委員会の運営経費 （単位：円）

経費の内容
総務本省

（項）総務本省

50管区行政評価局等
（項）管区行政評価局

計

職員に対する超過勤務手当 ― 3,686,381 3,686,381

委員に対する手当 20,108,800 212,162,400 232,271,200

非常勤職員に対する手当 129,357,637 786,669,017 916,026,654

年金記録に関する講義等の
謝金 1,763,800 7,300 1,771,100

職員の旅費 6,390,120 24,936,904 31,327,024

委員等の旅費 2,225,980 17,124,001 19,349,981

参考人の旅費 305,510 414,489 719,999

備品の購入費等 135,278,311 498,816,063 634,094,374

情報処理費 192,684,080 ― 192,684,080

事務室の借上費 88,934,051 60,468,118 149,402,169

行政相談委員に対する実費
弁償金 ― 14,504,650 14,504,650

合 計 577,048,289 1,618,789,323 2,195,837,612

これらの運営経費の予算執行に当たっては、財政法（昭和 22年法律第 34号）等に定められた

手続により行うこととされており、同法第 33条第 2項によれば、財務大臣の承認を経なけ

れば「目」の間において流用することができないこととされている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、財政法等に基づき適正に経理されているかに着眼して、第

三者委員会の運営経費について、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第 3号）に基づき本院
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に提出された計算書、証拠書類等を検査するとともに、総務本省及び 10管区行政評価局等
（注 2）

において会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

すなわち、総務本省は、中央委員会を運営するための経費として、表 1のとおり、19年

度に（項）総務本省から計 577,048,289円を支出したとして経理していた。これらの経費のう

ち、事務室の借上費等の支払について、19年 8月から 20年 2月までの間に、表 2のとお

り、本来これらの経費の支払を経理するための「目」ではない（目）庁費等から計 103,253,394

円を支出したとして経理していた。

表 2 （項）総務本省のうちの経費の内容とその経費を支出したとして経理していた「目」
及びその額 （単位：円）

経費の内容

左の経費を支出したとして経理していた「目」

（目）委員等旅費 （目）政策評価業務庁費 （目）庁費

参考人の旅費 174,800 ― ―

非常勤職員に対する手当 ― 36,481,149 ―

事務室の借上費 ― ― 66,597,445

計 103,253,394

また、50管区行政評価局等は、地方委員会を運営するための経費として、表 1のとお

り、19年度に（項）管区行政評価局から計 1,618,789,323円を支出したとして経理していた。

これらの経費のうち、非常勤職員に対する手当や備品の購入費等の支払について、19年 6

月から 20年 1月までの間に、表 3のとおり、本来これらの経費の支払を経理するための

「目」ではない（目）職員基本給等から計 706,572,558円を支出したとして経理していた。

表 3 （項）管区行政評価局のうちの経費の内容とその経費を支出したとして経理していた「目」
及びその額 （単位：円）

経費の内容
左の経費を支出したとして経理していた「目」

（目）職員基本給 （目）行政評価旅費 （目）庁費

委員に対する手当 87,628,800 ― ―

非常勤職員に対する手当 318,746,560 ― ―

年金記録に関する講義等の謝金 7,300 ― ―

職員の旅費 5,078,684 7,946,300 ―

委員等の旅費 7,698,317 149,684 ―

参考人の旅費 113,792 ― ―

備品の購入費等 248,619,168 ― ―

事務室の借上費 29,782,176 ― 801,777

小 計 697,674,797 8,095,984 801,777

計 706,572,558

このように、総務本省及び 50管区行政評価局等が、19年 6月から 20年 2月までの間

に、第三者委員会の運営経費合計 809,825,952円について、本来これらの経費の支払を経理
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するための「目」ではない（目）職員基本給等から支出したとして経理していたことは、財政法

第 33条第 2項により、「目」の間において流用するには財務大臣の承認が必要であるとされ

ている規定に照らして適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

なお、地方委員会の運営経費については、20年 1月 8日に「目」間の流用が承認されて、

同日に予備費の使用が閣議決定された。また、中央委員会の運営経費については、同年 2月

6日に「目」間の流用が承認された。そして、総務省は、（目）職員基本給等から支出したとし

て経理していた非常勤職員に対する手当等計 809,825,952円について、これらの「目」間の流

用や予備費の使用により、本来これらの経費の支払を経理するための「目」にそれぞれ科目更

正していた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、総務省において、第三者委員会を年度途中に急きょ設

置した際に、その運営経費に係る処理方針等がなかったために、その経費を適正に経理して

支弁するための適切な対応が速やかに執られなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、総務省は、20年 9月に、年度途中に急きょ設置さ

れた組織等の運営経費が多額に上るような場合に、速やかに一定の運営経費の見積りを行

い、財政当局との協議を行うこととする旨の処理方針を会計課長名で決定して、直ちに適切

な「目」からの支出を行うことの趣旨の徹底を図った。

（注 1） 50管区行政評価局等 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州各管区行政

評価局、四国行政評価支局、青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、

千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、富山、石川、岐阜、静岡、三重、福井、

滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、愛媛、高知、

佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄各行政評価事務所、函館、旭川、釧

路各行政評価分室

（注 2） 10管区行政評価局等 関東、中部両管区行政評価局及び東京、神奈川、富山、石川、

岐阜、兵庫、奈良、和歌山各行政評価事務所
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第 5 法 務 省

不 当 事 項

予 算 経 理

（14）―

（27）
自動車等を使用して通勤する職員に対する通勤手当の支給が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）矯正官署 （項）矯正官署

部 局 等 14刑事施設

自動車等に係る
通勤手当の概要

自動車等を使用して通勤する職員が一定の要件を満たした場合に、通

勤に係る手当を支給するもの

通勤手当の支給
額

894,998,593円（平成 15年 4月～20年 9月）

上記のうち過大
となっている通
勤手当の支給額

30,045,700円

1 通勤手当の概要

� 支給要件の概要

全国の刑事施設、少年院及び少年鑑別所（以下、これらを合わせて「刑事施設等」とい

う。）は、国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号。以下「給与法」という。）等に基づき、職員に対して俸給及び通勤手当等の諸

手当を支払っている。

そして、給与法によれば、自動車その他の交通の用具（以下「自動車等」という。）を使用

することを常例とする職員に支給する通勤手当（以下「通勤手当」という。）については、徒

歩により通勤するものとした場合の距離が片道 2�以上であるときなどに支給することと
されており、その支給額は、次表の区分に応じて定められることとなっている。

表 自動車等の使用距離別の通勤手当額

使用距離

（片道）
5�未満

5�以上

10�未満

10�以上

15�未満

15�以上

20�未満

20�以上

25�未満

25�以上

30�未満

30�以上

35�未満

手当額 2,000円 4,100円 6,500円 8,900円 11,300円 13,700円 16,100円

使用距離

（片道）

35�以上

40�未満

40�以上

45�未満

45�以上

50�未満

50�以上

55�未満

55�以上

60�未満
60�以上

手当額 18,500円 20,900円 21,800円 22,700円 23,600円 24,500円

（注） 給与法の改正により平成 16年 4月から 45�以上の 4区分が追加された。

� 通勤手当の認定

刑事施設等は、通勤手当の支給に当たり、給与法第 12条等に定められた所定の基準（以

下「認定基準」という。）によって、通勤の方法、経路、距離及び支給額の認定を行うことと

なっている。
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認定基準によれば、徒歩により通勤した場合の距離及び自動車等の使用距離（以下、両

者を合わせて「計測距離」という。）は、一般に利用することができる経路のうち、最短の経

路の長さとされている。そして、通勤手当の認定を行う者（以下「認定者」という。）は、経

路の長さを測定するに当たり、職員から提出された通勤届等を基に、実測によるほか、便

宜的に一定条件の下で国土地理院発行の地形図等を用いて測定できることとされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、通勤手当が認定基準に照らして適切に認定されている

か、支給要件や支給額に関する事後確認は適切に実施されているかなどに着眼して検査し

た。

検査に当たっては、全国の 178刑事施設等における平成 19年度の通勤手当を対象とし

て、23刑事施設等において、通勤手当の認定の基礎となる資料の提示を受けたり、計測

すべき距離を実測したりするなどの方法により会計実地検査を行った。また、それ以外の

155刑事施設等については、認定の基礎となる資料等を取り寄せて検査を行った。そし

て、19年度分の通勤手当について適切でない事態が見受けられた者については、職員別

給与簿が保存されている 15年度から 18年度までの 4か年度分及び 20年 4月から 9月ま

での 6か月分についても検査することとした。

� 検査の結果

検査したところ、認定者は、一般に利用することができる経路のうち最短の経路を認定

すべきであるのに、職員が届け出た経路や通勤届に記載した距離を十分に精査することな

く認定するなどしていたため、経路や計測距離の認定が適切に行われていないものが見受

けられた。

そこで、改めて正しい経路及び計測距離により通勤手当を算定すると、14刑事施設の

276人に係る通勤手当額は、自動車等の使用距離区分が下位の区分に該当することとな

り、この結果、15年 4月から 20年 9月までの間においてこれらの職員に対して支給され

た通勤手当のうち、計 30,045,700円が過大に支給されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、認定者が職員が届け出た経路及び通勤届に記載した

距離を十分に精査することなく認定していたこと及び刑事施設が事後確認を十分行ってい

なかったことなどによると認められる。

なお、これらの過大支給額を刑事施設ごとに示すと次のとおりである。
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刑事施設名 通勤手当受給者数 過大受給者数 通勤手当支給額 左に係る過大
支給額

人 人 円 円

（14） 函館少年刑務所 70 11 16,237,608 1,272,400

（15） 千 葉 刑 務 所 105 15 63,409,029 1,568,300

（16） 新 潟 刑 務 所 132 17 64,231,610 2,200,300

（17） 長 野 刑 務 所 87 18 50,752,317 2,301,600

（18） 神 戸 刑 務 所 125 34 60,163,929 3,406,400

（19） 加古川刑務所 72 11 43,903,852 1,180,800

（20） 岡 山 刑 務 所 129 16 71,016,580 1,575,300

（21） 徳 島 刑 務 所 130 18 61,109,995 1,548,000

（22） 高 松 刑 務 所 133 9 63,501,806 1,136,100

（23） 福 岡 刑 務 所 224 44 100,571,316 4,605,000

（24） 宮 崎 刑 務 所 114 11 50,117,080 1,204,800

（25） 鹿児島刑務所 124 11 74,888,640 1,053,300

（26） 沖 縄 刑 務 所 173 36 85,240,106 4,069,100

（27） 福 岡 拘 置 所 122 25 89,854,725 2,924,300

（14）―（27）の計 1,740 276 894,998,593 30,045,700

役 務

（28） 地図等改製数値化作業請負契約において、作業を行わない地図の枚数を含めて予定価

格を積算したため、契約額が割高となっているもの

会計名及び科目 登記特別会計 （項）事務取扱費

部 局 等 松江地方法務局

契 約 名 地図等改製数値化作業請負

契 約 の 概 要 平成 18年度に、登記所に備え付けている地図及び地図に準ずる図面

の土地の地番、区画等に関する情報を電子化したり、地図に準ずる図

面の座標値を公共座標値に変換したりなどする作業を請け負わせるも

の

契約の相手方 国土情報開発株式会社

契 約 平成 18年 8月 随意契約

契 約 額 70,140,000円

割高になってい
る契約額

4,600,000円

1 請負契約の概要

� 地図の概要

全国の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所（以下、こ

れらを「登記所」という。）は、不動産登記法（平成 16年法律第 123号。以下「法」という。）等に
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基づき、不動産に関する登記事務等を処理している。そして、登記所は、土地について登

記簿と現地との関係を明らかにするために、法第 14条第 1項に規定されている地図（以下

「14条地図」という。）を備え付けることとされている。この 14条地図は、各土地の区画を

明確にして地番を表示するものとされており、測量法（昭和 24年法律第 188号）に基づく三

角点、基準点等を基礎として正確に測量している（以下、測量した結果の値を「公共座標

値」という。）ことから、現地においてその土地の位置及び区画を明確に表示できる能力（以

下「現地復元能力」という。）を有している。

また、登記所は、14条地図が備え付けられるまでの間、これに代えて 14条地図に準ず

る図面（以下「準地図」という。）を備え付けることができることとされている。この準地図

は、土地の位置、形状及び地番を表示して、その土地の相対的な位置関係を表示する機能

は有するものの、区画を明確に表示するまでの精度を有していないことから、公共座標値

を持たず、現地復元能力を有していない。

法務省は、平成 18年度から 22年度までに、逐次、いずれの登記所でも全国の 14条地

図や準地図に関する情報を取得できる機能等を有する地図情報システムを、全国の登記所

に導入することとしている。

そのため、全国の各法務局及び地方法務局は、管内の登記所に備えている 14条地図及

び準地図の土地の地番、区画等に関する情報を DVD―RAM等に記録（以下「電子化」とい

う。）したり、公共座標値を有しない準地図の座標値を変換プログラムにより公共座標値に

変換（以下「公共座標値変換」という。）したりなどする地図等改製数値化作業を行ってい

る。

� 請負契約の概要

松江地方法務局は、18年度の地図等改製数値化作業の請負契約を、18年 8月に、随意

契約により、国土情報開発株式会社と契約額 70,140,000円で締結している。

契約に当たって、同地方法務局は、電子化に要する費用及び公共座標値変換に要する費

用を 14条地図及び準地図の枚数に単価を乗じて得られる額とするなどして、予定価格を

70,144,123円と積算していた。

2 検査の結果

本院は、松江地方法務局において、上記の契約を対象として、経済性等の観点から予定価

格の積算が適切に行われているかに着眼して、会計実地検査を行った。そして、契約書、仕

様書、予定価格積算内訳書等の書類により検査したところ、次のとおり適切でない事態が見

受けられた。

すなわち、松江地方法務局は、公共座標値変換に要する費用について、対象枚数を準地図

の 5,736枚に 14条地図の 8,338枚を加えた 14,074枚として、これに単価を乗ずるなどして

算出していた。

しかし、前記のとおり、公共座標値変換の作業を行うのは、公共座標値を有しない準地図

についてのみであり、このことは本件契約の仕様書にも明示されている。このため、14条

地図については公共座標値変換の作業を行わないことから、正しくは準地図の枚数 5,736枚

により積算すべきであったと認められる。したがって、本件地図等改製数値化作業請負契約

の予定価格を修正計算すると 65,500,525円となり、本件契約額 70,140,000円はこれに比べて

約 460万円割高になっていて不当と認められる。
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このような事態が生じていたのは、松江地方法務局において、予定価格の積算に当たり、

作業の内容と積算内容との照合が十分でなかったことによると認められる。

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 刑事施設の被収容者に対する診療を行うための医薬品を調達するに当たり、一般競争

により契約の競争性等を確保するとともに、調達品目を限定する方式を改めて、調達

に係る経費の節減を図るよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）矯正官署 （項）矯正収容費

部 局 等 15刑事施設

刑事施設におけ
る医薬品の調達
の概要

刑事施設の被収容者に対する診療を行うために、平成 19年度に医薬

品を調達するもの

上記の 15刑事
施設における医
薬品の調達額

5億 1549万余円

�医薬品の調達
をすべて随意契
約で行っていた
6刑事施設にお
ける調達額

9179万円

�同等品を調達
することにより
節減できた調達
額

5208万円

上記�、�の純
計

計 1億 3559万円

【是正改善の処置を求めたものの全文】

刑事施設における医薬品の調達について

（平成 20年 10月 22日付け 法務大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 刑事施設における医療行為等の概要

� 刑事施設における医療行為の概要

貴省の施設等機関である刑務所、拘置所等の刑事施設は、「刑事収容施設及び被収容者
こ

等の処遇に関する法律」（平成 17年法律第 50号。以下「処遇法」という。）により、懲役、禁錮

又は拘留の刑の執行のため拘置される者等（以下「被収容者」という。）を収容して、必要な

処遇を行うこととされている。

刑事施設においては、処遇法に基づき、被収容者の心身の状況を把握することに努め、

被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水

準に照らして適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずることとされている。そして、刑

事施設の職員である医師又は歯科医師（以下、両者を合わせて「医師」という。）は、被収容
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者が疾病にかかっているときなどは、速やかに診療を行い、その他必要な医療上の措置を

執るものとされており、すべての刑事施設において、被収容者に対する医療費は、一部を

除き全額国が負担することとされている。

なお、刑事施設は、比較的軽微な疾病、短期的な疾病等に対する基本的、総合的な医療

を行っているものが大部分であり、難治性疾患等の治療を行う、いわゆる先端的な医療は

行われていない。

� 刑事施設における医薬品の調達の概要

保険医療機関が使用する医薬品は、当該医療機関に設置された委員会等で比較検討等が

行われて決定されているが、刑事施設における医薬品の調達方法は、次のとおりとなって

いる。

� 医師が自己の臨床経験等から医薬品を指定して、医療従事者は、医薬品の在庫量等か

ら判断して必要と認められる医薬品を物品供用官に対して請求する。

� 物品供用官は、物品管理官に対して物品管理法（昭和 31年法律第 113号）第 20条第 1項

等の規定に基づき払出請求を行い、保管物品の中に請求された医薬品がない場合等に

は、物品管理官は契約等担当職員に対して、同法第 19条第 1項等の規定に基づき取得

措置請求を行う。

� 取得措置請求を受けた契約等担当職員は、会計法（昭和 22年法律第 35号）等の関係法令

に基づいて、医薬品の取得のための手続を行う。

上記の手続は、法務省所管物品管理事務取扱規程（昭和 41年法務省経甲（主）第 556号訓

令。以下「物品規程」という。）に定められた「供用物品請求書・物品取得請求書・物品取得

通知書」（以下「取得請求書」という。）に所要の事項を記載して行うこととされている。

� 医薬品の概要

厚生労働省は、医薬品のうち新しい有効成分、効能、効果を有していて、臨床試験等に

より有効性や安全性が確認されて承認された医薬品を「新医薬品」、新医薬品と有効成分、

分量、用法、用量、効能及び効果の点で同一性を有する医薬品を「後発医薬品」、後発医薬

品がある新医薬品を「先発医薬品」としている。

また、医薬品の名称には、薬効成分となる化学物質の名称である「一般名」と各製造販売

業者等が薬事法（昭和 35年法律第 145号）に基づき承認審査を受けて販売する際の名称であ

る「商品名」とがあり、各医薬品には両方の名称が付けられていて、先発医薬品の同等品で

ある後発医薬品には先発医薬品と同一の一般名が付けられている。

医薬品の薬価は、保険医療機関又は保険薬局が薬剤に係る診療報酬を請求する際の算定

の基礎となる価格であり、厚生労働省がこれを定めた上で告示することになっている。こ

のうち後発医薬品の薬価は、その薬価が初めて告示される場合には、先発医薬品の薬価に

0.7を乗じて算定した価格とするなどとされており、先発医薬品の薬価より低くなるのが

一般的である。また、医薬品の調達額は薬価より低くなるのが一般的である。

� 医薬品に対する国の取組

厚生労働省は、日本製薬団体連合会
（注 1）

会長に対して、平成 18年 3月に、後発医薬品の安

定供給に関する通知を発したり、19年 3月に、後発医薬品の情報提供体制の整備等につ

いて周知徹底を図る通知を発したりして、保険医療機関等が後発医薬品の使用を促進でき

るような環境を整えることとしている。
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さらに、政府は、19年 6月の「経済財政改革の基本方針 2007」（平成 19年 6月閣議決定）に

おいて、医療・介護サービスについて、質の維持向上を図りつつ、効率化等により供給コ

ストの低減を図るとして、後発医薬品の使用促進については、「24年度までに、後発医薬

品の数量シェアを 30％（現状より倍増）以上とする」という目標を掲げている。そして、厚

生労働省は、20年 4月から、投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよ

うに努めなければならないなどとして、保険医療機関に対して後発医薬品の使用を促して

いる。

（注 1） 日本製薬団体連合会 医薬品製造業者を会員とする 19地域団体及び 14業態別団体に

より構成されていて、医薬品工業の発達に必要な事項について調査研究するなどし

て、もって医薬品工業の健全なる発達及び国民生活の向上に寄与することを目的と

している連合会

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

刑事施設は全国に 75施設設置されていて、19年 12月末における被収容者数は約 7万 2

千人に上っている。そして、同施設は、医療法（昭和 23年法律第 205号）上の診療所等として

被収容者に対する診療を行うために多量の医薬品や医療資材等を調達しており、19年度に

調達した医療に用いる医薬品は、計 19億 5124万余円と多額に上っている。

そこで、本院は、15刑事施設
（注 2）

において、合規性、経済性等の観点から、これらの医薬品

が会計法令に従って適切に調達されているか、より経済的な調達方法はないかなどに着眼し

て、19年度に調達した医薬品のうち薬価が告示されている医薬品の調達額計 5億 1549万余

円を対象として会計実地検査を行った。そして、検査に当たっては、医薬品の調達に係る契

約書等の書類を確認するなどした。

（注 2） 15刑事施設 函館少年、秋田、栃木、千葉、府中、川越少年、岡崎医療、三重、加古

川、岡山、松山、佐世保、大分各刑務所、播磨社会復帰促進センター、東京拘置所

（検査の結果）

検査したところ、次のような状況となっていた。

� 契約方式について

前記のとおり、15刑事施設における 19年度の医薬品の調達額は、延べ 3,466品目、 5

億 1549万余円となっている。

このうち 9刑事施設
（注 3）

は、一部の医薬品を除き一般競争入札を行い、品目ごとに最も安い

単価を入札した業者と単価契約を締結していた。これに対して、 6刑事施設
（注 4）

においては、

19年度の医薬品の調達額が計 9179万余円あるものの、 1回の契約での調達が少量のため

契約金額が少額であることから、すべての契約において特定の複数業者から見積書を提出

させるなどして、最も安い見積書を提出した業者と会計法令の規定に基づき、随意契約を

締結していた。

しかし、上記の 9刑事施設が一定期間内に調達する医薬品を取りまとめた上で一般競争

入札により医薬品を調達していること及び会計法令が競争契約を原則としていることなど

を踏まえると、随意契約を締結していた 6刑事施設においても、一定期間内に調達する医

薬品を取りまとめた上で一般競争入札により医薬品を調達すべきであり、19年度に調達
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した医薬品（調達額計 9179万余円）についてすべて随意契約を締結していたのは適切とは

認められない。

� 契約品目について

15刑事施設における 19年度の医薬品の調達実績は、次表のとおりである。そして、調

達した医薬品の価格より薬価の低い同等品がないものが、延べ 2,426品目、 3億 3890万

余円あるが、調達した医薬品の価格より薬価の低い同等品があるもの、延べ 1,040品目、

1億 7659万余円のうち、先発医薬品を調達しているものが、延べ 865品目、 1億 4623万

余円あり、調達品目延べ 3,466品目の約 25％に達していた。

表 医薬品の調達実績（平成 19年度）

調 達 区 分 延べ品目数 調達額（円）

調達した医薬品の価格より薬価の低い同等品があるもの 1,040 176,597,977

上記のうち、先発医薬品を調達しているもの 865 146,235,986

調達した医薬品の価格より薬価の低い同等品がないもの 2,426 338,901,404

合 計 3,466 515,499,381

このうち、13刑事施設
（注 5）

における医薬品の調達方法についてみると、物品供用官は、取

得請求書の記載に当たり、品目欄に、医療従事者から請求を受けた医薬品の「商品名」を記

載していた。そして、この取得請求書は、物品管理官を経て契約等担当職員に回付され

て、契約等担当職員は、取得請求書の品目欄に「商品名」が記載されていたことから、その

まま当該「商品名」の医薬品を調達していた。

上記についての事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 1＞

A刑務所の契約等担当職員は、平成 19年 7月に、同刑務所の物品供用官が記載した

取得請求書の品目欄に後発医薬品である「B」という商品名が記載されていたことから、

「B」を 1錠当たり 3円 84銭で調達していた。そして、この契約等担当職員は、同月

に、同刑務所の別の物品供用官が記載した取得請求書の品目欄に「C」（「B」の先発医薬

品）が記載されていたことから、「C」を 1錠当たり 12円 14銭で調達していた。

上記のように、物品供用官が取得請求書の品目欄に「商品名」を記載した場合は、その商

品名を指定したことになり、記載した商品名の医薬品に比べて価格の低い医薬品があるに

もかかわらず、より経済的に医薬品を選定することについて検討が行われていない状況と

なっていた。

一方、 2刑事施設
（注 6）

では、取得請求書における品目欄の記載に当たり、医師の判断が示さ

れた医薬品以外については、一般名を記入するなどして、「商品名」を特定しない取扱いと

なっていた。このような調達方法を採っている 2刑事施設においては、納入業者に在庫が

ない場合等を除いて同等品である後発医薬品を調達していた。

上記についての事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 2＞

D刑務所は、医薬品の調達に関して、物品規程で定められた取得請求書のほかに、

医薬品の「一般名」欄、医薬品を例示するための「商品名例」欄、「薬品指定の有無」欄等が

設けられている同刑務所独自の様式を作成していた。そして、医師が医薬品の商品名を
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指定しない場合には、物品供用官は、「薬品指定の有無」欄に「無」と記入することになっ

ており、記入された書類は、物品管理官を経て契約等担当職員に回付されて、回付を受

けた契約等担当職員は、同一の一般名が付けられた複数の医薬品から選択して調達でき

るようになっていた。

そこで、医薬品の調達に当たって、取得請求書に「一般名」を記載したり、同等品を選択

できるようにしたりすると、19年度に調達した先発医薬品のうち同等品があるものにつ

いて、最も高い同等品の薬価により調達することとした場合でも、医薬品の調達に要する

額は計 9415万余円となり、調達額計 1億 4623万余円に比べて、5208万余円節減できた

と認められる。

（注 3） 9刑事施設 千葉、府中、岡崎医療、三重、加古川、岡山、大分各刑務所、播磨社会

復帰促進センター、東京拘置所

（注 4） 6刑事施設 函館少年、秋田、栃木、川越少年、松山、佐世保各刑務所

（注 5） 13刑事施設 函館少年、秋田、千葉、府中、川越少年、岡崎医療、三重、加古川、岡

山、松山、大分各刑務所、播磨社会復帰促進センター、東京拘置所

（注 6） 2刑事施設 栃木、佐世保両刑務所

（是正改善を必要とする事態）

医薬品の調達に当たり、契約方式を随意契約で行っていたり、医師が医療上の必要性に基

づく場合以外にも取得請求書に医薬品の商品名を記載していて、調達品目が限定されていた

りして調達額が割高となっている事態は適切とは認められず、是正改善を図る要があると認

められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 一般競争契約により医薬品を調達することについて、刑事施設の契約等担当職員の会計

法令に対する認識が十分でなかったこと

イ 刑事施設において、取得請求書が先発医薬品を特定するような「商品名」を記載する様式

になっていること、物品供用官等が医薬品に係る同等品についての十分な認識を有してい

なかったり、安定供給や情報不足に関する不安があったりして、後発医薬品が調達される

ような方式を積極的に採っていないこと、また、貴省において、各刑事施設における取得

請求書の記載について、十分な指導を行っていないこと

3 本院が求める是正改善の処置

刑事施設では、被収容者の収容人員が収容定員を上回る状態が継続していることや被収容

者の高齢化が進んでいることなどにより、今後、更に診療の対象となる者が増加していくも

のと考えられ、これに伴い、医薬品の調達量も増加することが見込まれる。また、後発医薬

品については、安定供給が可能となるような方策を採ることとされているとともに、製薬会

社の供給の状況についても情報が提供されている。そして、刑事施設の医療は、一部を除き

全額国費をもって賄われていることから、経費の節減を図るため、医薬品の調達方法につい

て検討が必要と認められる。

ついては、刑事施設における医薬品の調達に係る経費の節減を図るため、次のとおり是正

改善の処置を求める。
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ア 随意契約を締結している刑事施設は、会計法令に基づき、契約の競争性等が確保できる

よう、原則として、一般競争入札による契約を行うこと

イ 刑事施設において、医師が医療上の必要に基づいて特定の医薬品を使用する場合以外

は、取得請求書の品目欄に薬効成分の「一般名」を指定した上、選択可能な同等品を併せて

記載するなどして、同等品を含めて医薬品を広く選定できる方法を採ること、物品供用官

等が医薬品に係る同等品についての十分な認識を持ったり、後発医薬品に対する不安を解

消したりするよう、物品供用官等に対して研修、情報提供等を行うこと、また、貴省にお

いて、各刑事施設における取得請求書の記載について、十分な指導を行うこと

（ 2） 国有財産の管理に当たり、国有財産部局長が管理する国有財産について、適切に登記

の嘱託を行えることとするため、訓令を改正するよう意見を表示したもの

部 局 等 25国有財産部局

国有財産の区分 一般会計所属 （分類）行政財産 （種類）公用財産

登記特別会計所属 （分類）行政財産 （種類）公用財産

登記の嘱託の概
要

法務省所管国有財産事務取扱規程により、土地又は建物を購入、交

換、寄附又は所管換により取得したときや、借地に建物を新築したと

きなどに、遅滞なく行うこととされている登記の嘱託

登記の嘱託を
行っていなかっ
た国有財産に係
る面積

一般会計所属国有財産

土地 24,150�（平成 19年度末現在）

建物 55,677�（建面積）／288,678�（延面積）
（平成 19年度末現在）

登記特別会計所属国有財産

建物 11,985�（建面積）／ 27,149�（延面積）
（平成 19年度末現在）

上記の国有財産
の国有財産台帳
価格

一般会計所属国有財産

土地 25億 1236万円

建物 259億 2620万円

登記特別会計所属国有財産

建物 29億 1196万円

計 313億 5052万円

【意見を表示したものの全文】

国有財産の管理における登記の嘱託について

（平成 20年 10月 31日付け 法務大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 貴省における国有財産の管理等の概要

� 国有財産の管理

国が、国の事務、事業又は国の職員の住居の用に供するなどとして所有する土地、建物
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等は、国有財産として、国有財産法（昭和 23年法律第 73号）に基づき、取得、維持、保存及

び運用（以下「管理」という。）並びに処分を行うこととされている。

国有財産の管理のうち、取得については、�購入する場合、�寄附による場合、�交換
による場合、�各省各庁の長や所属を異にする会計の間で所管を移す所管換による場合等
があり、建物についてはこれらの場合以外に新築、増築及び改築する場合がある。

また、保存については、修繕、盗難・紛失の防止、未登記財産に係る登記等、国有財産

の保全に必要な行為と解されている。

そして、各省各庁の長は、国有財産法に基づき、国有財産の分類及び種類ごとに国有財

産台帳を、土地を基準として設定した口座別に作成して、口座ごとに財産の区分、種目、

用途、数量、価格等を記載することとなっている。

� 貴省における国有財産の管理

貴省は、貴省が所管する国有財産の取扱いに関して、法務省所管国有財産事務取扱規程

（昭和 59年営訓第 1100号。以下「訓令」という。）を定めて、法務局、刑務所、少年鑑別所、

保護観察所等の長及び法務省大臣官房施設課長を部局長として、それぞれの部局に所属す

る国有財産に関する管理等の事務を分掌させることとしており（以下、当該事務を分掌す

る部局長を「国有財産部局長」という。）、国有財産部局長に対して、常に、その管理する国

有財産の現況を把握させて、その管理及び処分を適正に行わせることとしている。

そして、国有財産部局長は、訓令第 11条の規定により、土地又は建物を購入、寄附、

交換又は所管換により取得したときや、借地に建物を新築したときなどの場合について

は、不動産登記法（平成 16年法律第 123号）の定めるところにより、遅滞なく当該土地又は

建物に係る登記をその土地又は建物の所在地を管轄する登記所（法務局若しくは地方法務

局若しくはこれらの支局又は出張所）に嘱託しなければならないとされている。

� 不動産登記の概要

不動産の登記制度は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための制度であ

り、民法（明治 29年法律第 89号）第 177条の規定により、不動産に関する物権の得喪及び変

更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなけ

れば第三者に対抗することができないとされている。

不動産登記法によれば、登記には、不動産の表示に関する登記と不動産の所有権、地上

権等の権利に関する登記がある。そして、土地又は建物を取得した者は、当該土地又は建

物に係る権利に関する登記の申請をすることができるとされており、土地又は建物を取得

した者が国であって、権利に関する登記をするときは、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱

託しなければならないこととなっている。

そして、権利に関する登記は、表示に関する登記がなされていることが必要であること

から、表示に関する登記がない新築の建物等を取得した場合には、取得した日から 1月以

内に、表示に関する登記を申請しなければならないこととなっている。

この表示に関する登記の申請義務については、国が所有する土地又は建物は、一般的

に、直ちに取引の対象となるわけではないこと、国有財産台帳で管理されていることなど

の理由から、国に対する適用が除外されている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、土地又は建物を購入、交換、寄附又は所管換により取得し
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たときや、借地に建物を新築したときなどに、訓令により国有財産部局長が行うこととされ

ている国有財産の取得に係る登記の嘱託が適切に行われているかなどに着眼して、39部局
（注 1）

において会計実地検査を行った。そして、表 1のとおり、499口座、国有財産台帳に記載さ

れている価格（以下「国有財産台帳価格」という。）の合計 344,374,366,978円（平成 19年度末現

在。以下同じ。）を対象として、これらに係る国有財産台帳等を確認したり、実務担当者から

国有財産の管理や登記に関する実態を聴取したりなどして検査をした。

表 1 検査の対象とした国有財産

一般会計 登記特別会計 計

土 地

部局数 39 9 39

口座数 341 15 356

面 積（�） 1,632,861 15,867 1,648,728

国有財産台帳価格（千円） 268,139,407 718,750 268,858,157

建 物

部局数 39 15 39

口座数 249 121 370

建面積／延面積（�） 257,919／771,365 70,456／158,434 328,375／929,799

国有財産台帳価格（千円） 62,209,218 13,306,990 75,516,209

計

部局数 39 15 39

口座数 377 122 499

国有財産台帳価格（千円） 330,348,626 14,025,740 344,374,366

注� 土地及び建物の部局並びに口座には、それぞれ重複があることから、それぞれの合計は計欄と一

致しない。

注� 面積は、国有財産法施行細則（昭和 23年大蔵省令第 92号）第 6条に基づき、端数を切り捨てて計上し
ている。

（検査の結果）

検査したところ、土地又は建物を取得しているもののほとんどの口座において、土地につ

いては、訓令の規定どおり、登記の嘱託が行われていたり、貴省が所有している土地に新築

した建物については、前記の国に対する適用除外規定に基づき、登記の嘱託が行われていな

かったりなどしていた。

しかし、土地又は建物を購入、交換又は所管換により取得した場合や、借地に建物を新築

したなどの場合であるにもかかわらず、訓令第 11条の規定により国有財産部局長が行うこ

ととされている登記の嘱託が行われていないものが、表 2のとおり、25部局
（注 2）

の 56口座、国

有財産台帳価格の計 31,350,529,547円見受けられた。
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表 2 登記の嘱託が行われていないもの

一般会計 登記特別会計 計

購入、交換又は所管換により取得した土地又は建物について、登記の嘱託が行われていないもの（訓令

第 11条第 1号）

土地

部局数 6 0 6

口座数 8 0 8

面 積（�） 24,150 0 24,150

国有財産台帳価格（千円） 2,512,363 0 2,512,363

建物

部局数 14 1 14

口座数 30 1 31

建面積／延面積（�） 55,660／288,661 30／30 55,690／288,691

国有財産台帳価格（千円） 25,926,036 139 25,926,175

借地に新築した建物等について、登記の嘱託が行われていないもの（訓令第 11条第 2号）

建物

部局数 1 9 10

口座数 1 17 18

建面積／延面積（�） 17／17 11,955／27,119 11,972／27,136

国有財産台帳価格（千円） 168 2,911,822 2,911,990

計

部局数 18 10 25

口座数 38 18 56

土地の面積（�） 24,150 0 24,150

建面積／延面積（�） 55,677／288,678 11,985／27,149 67,662／315,827

国有財産台帳価格（千円） 28,438,568 2,911,961 31,350,529

うち土地に係る分 2,512,363 0 2,512,363

うち建物に係る分 25,926,205 2,911,961 28,838,166

注� 土地及び建物の部局並びに口座には、それぞれ重複があることから、それぞれの合計は計欄と一

致しない。

注� 面積は、国有財産法施行細則第 6条に基づき、端数を切り捨てて計上している。

これらの事態を示すと、次のとおりである。

ア 購入、交換又は所管換により取得した土地又は建物について、登記の嘱託が行われてい

ないもの

所管換により取得した土地が合筆されて、管理する土地の地番が登記簿上無くなってい

たり、所管換により取得した建物について、登記の嘱託が行われていなかったりしている

ものなどが見受けられた。

＜事例 1＞

A市所在の A職員宿舎の土地（面積 3,042�。国有財産台帳価格 353,492千円）は、貴

省が、昭和 45年に大蔵省（平成 13年 1月 6日以降は財務省。以下同じ。）からの所管換

により、一般会計所属の国有財産として 3筆の土地を取得したものである。

この土地について、国有財産部局長として管理している B法務局長は、当該土地の

取得に係る登記の嘱託を行っていなかった。

その結果、昭和 56年 7月に、大蔵省が、この土地を他の土地と合筆して、一つの地

番で登記したため、B法務局長が国有財産台帳で管理している土地は、登記簿上、 3筆

の土地の地番が無くなっている。
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＜事例 2＞

C区所在の合同庁舎の建物（建面積 12,863�、延面積 172,991�。国有財産台帳価格
18,635,365千円）は、大蔵省及び建設省所管（平成 13年 1月 6日以降は財務省及び国土

交通省所管）特定国有財産整備特別会計（以下「特特会計」という。）により新築されて、貴

省が、 2年 6月に特特会計からの所管換により、一般会計所属の国有財産として取得し

たものである。そして、貴省は、この建物の土地を同年 11月以降に大蔵省等からの所

管換等により、一般会計所属の土地として取得している。

しかし、この建物及び土地について、国有財産部局長として管理している大臣官房施

設課長は、土地については 11年 2月に所有権の保存に関する登記の嘱託を行っていた

が、建物については訓令で登記の嘱託を行うこととされていない貴省所管の土地に貴省

が建物を新築した場合と同じ取扱いができるとして、特特会計から所管換により取得し

た建物でありながら、表示に関する登記の嘱託を行っていなかった。

イ 借地に新築した建物等について、登記の嘱託が行われていないもの

地方公共団体から借り受けている借地に新築した建物について、登記の嘱託が行われて

いないものなどが見受けられた。

＜事例 3＞

D市所在の E地方法務局 D支局の建物（建面積 1,186�、延面積 4,656�。国有財産台
帳価格 591,980千円）については、貴省が、登記特別会計により新築して、平成 20年 2

月に同特別会計所属の国有財産として取得したものであり、この建物が所在する土地

は、同地方法務局が D市から借り受けている。

この借地の賃貸借契約書によれば、契約期間は 1年間で、貸主である D市が契約期

間満了の 3か月前に契約解除の意思表示をした場合には、契約は更新されず、同地方法

務局は現状に復して返還することとされている。

しかし、この建物について、国有財産部局長として管理している同地方法務局長は、

この建物が所在する土地の所有者が地方公共団体であるとして、表示に関する登記の嘱

託を行っていなかった。

国が所有する土地又は建物については、国有財産台帳に記載されていることなどから、不

動産登記法による表示に関する登記の申請義務の適用が除外されているが、登記があれば借

地権は第三者に対する対抗力を有すると解されている。

貴省は、訓令において、土地又は建物を購入、交換又は所管換により取得したときや、借

地に建物を新築したときなどは、遅滞なく、登記を嘱託しなければならないと規定している

にもかかわらず、各部局において、登記の嘱託を行っていないものが見受けられる状況と

なっている。そして、その中には、登記の嘱託を行うこととした旧法務省所管国有財産取扱

規則（昭和 56年営訓第 335号。昭和 59年に訓令に改正された。）が定められる以前に土地又は建物

を購入等により取得したり、借地に建物を新築したりなどしてから現在まで登記の嘱託を

行っていないものも見受けられる状況となっている。

（改善を必要とする事態）

前記のとおり、訓令において、土地又は建物を購入、交換、寄附又は所管換により取得し

たときや、借地に建物を新築したときなどは、不動産登記法の定めるところにより登記の嘱

託を行うことと定めているものの、所管換により取得した土地や建物について登記の嘱託を
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行っていなかったり、借地に新築した建物について登記の嘱託が行われていなかったりなど

している事態は、国有財産の管理の面からみて適正とは認められず、改善の要があると認め

られる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、訓令において、登記の嘱託に係る必要性や具体的手続

が明確になっておらず、各国有財産部局長の訓令に関する理解が十分でないことなどによる

と認められる。

3 本院が表示する意見

貴省が所管する国有財産に関する取扱いを定めている訓令は、国有財産法が各省各庁の長

にその所管に属する国有財産の管理をゆだねていることを踏まえて、制定されたものであ

る。したがって、貴省は、訓令に基づき適正に国有財産を管理する必要がある。しかし、訓

令は、登記の嘱託の必要性や登記の嘱託を行うに当たって必要な具体的手続が明確になって

いないなど、実務上、十分でない面が見受けられた。

ついては、貴省において、各国有財産部局長が所管する国有財産について、訓令に基づい

た適切な登記の嘱託を行い、適正な管理を行えるよう、登記の嘱託に係る必要性や具体的手

続を明確にする訓令の改正を行い、各国有財産部局長に対して、改正後の訓令の周知徹底を

図るよう意見を表示する。

（注 1） 39部局 法務省大臣官房施設課、東京、名古屋、高松各法務局、旭川、水戸、前橋、

新潟、甲府、静岡、奈良、松江、長崎、熊本、那覇各地方法務局、仙台、名古屋両

高等検察庁、仙台、長野、金沢、京都、高松、大分各地方検察庁、秋田、栃木、川

越少年、千葉、松山、大分各刑務所、新潟少年学院、旭川、宇都宮、新潟、静岡、

京都、松江各少年鑑別所、旭川保護観察所、仙台、大阪両入国管理局

（注 2） 25部局 法務省大臣官房施設課、東京、名古屋、高松各法務局、旭川、水戸、前橋、

新潟、甲府、静岡、奈良、長崎、熊本、那覇各地方法務局、名古屋高等検察庁、長

野、金沢両地方検察庁、秋田、栃木、千葉、松山、大分各刑務所、宇都宮少年鑑別

所、旭川保護観察所、大阪入国管理局
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第 6 外 務 省

不 当 事 項

不 正 行 為

（29） 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）在外公館 （項）在外公館

部 局 等 2在外公館

不正行為期間 平成 15年 3月～18年 11月

損害金の種類 前渡資金

損 害 額 11,914,499円（27,791,942.85アリアリ、62,822.24ユーロ及び 8,772,000

CFAフラン）

本院は、 2在外公館
（注 1）

における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に基づく外務

大臣からの報告を受けるとともに、外務本省及び在フランス日本国大使館
（注 2）

において、合規性等

の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、上記の 2在外公館において、会計担当者であった外務事務官酒井某が、資金前渡官

吏の補助者として支払等の事務に従事中、平成 15年 3月から 18年 11月までの間に、大使公

邸の修繕工事代金や出張に係る航空券代等を支払うために振り出された小切手を現金化するな

どした前渡資金 27,791,942.85アリアリ（邦貨換算額 1,528,555円）、62,822.24ユーロ（同

8,543,824円）及び 8,772,000CFAフラン（同 1,842,120円）、邦貨換算額計 11,914,499円を領得し

たものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額は、20年 9月末現在で補てんが全くされていない。

（注 1） 2在外公館 在マダガスカル、在コートジボワール両日本国大使館

（注 2） 在フランス日本国大使館 在コートジボワール日本国大使館員は、同国内の治安情勢

の悪化に伴い、平成 18年 4月 29日から 19年 8月 31日までの間、フランス国に緊

急退避して、在フランス日本国大使館内で業務を行っていた。
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意見を表示し又は処置を要求した事項

政府開発援助の実施に当たり、外務省及び独立行政法人国際協力機構において、援助

の効果が十分発現するよう意見を表示したもの

所管、会計名及
び科目

� 外務省所管 一般会計 （組織）外務本省 （項）経済協力費

� 独立行政法人国際協力機構 一般勘定

� 国際協力銀行 海外経済協力勘定（平成 11年 9月 30日以前は海

外経済協力基金。20年 10月 1日以降は独立行政法人国際協力機

構有償資金協力勘定）

部 局 等 � 外務本省

� 独立行政法人国際協力機構（平成 15年 9月 30日以前は国際協力

事業団）

� 国際協力銀行（平成 11年 9月 30日以前は海外経済協力基金。20

年 10月 1日以降は独立行政法人国際協力機構）

政府開発援助の
内容

� 無償資金協力

� 技術協力

� 円借款

検査及び現地調
査の実施国数、
事業数及びこれ
らの事業に係る
贈与額計、経費
累計額又は貸付
実行累計額

� 10か国 65事業 390億 2081万余円（平成 8年度～17年度）

� 7か国 19事業 117億 5868万余円（平成 8年度～17年度）

� 5か国 17事業 3635億 0354万余円

（昭和 59年度～平成 12年度）

援助の効果が十
分発現していな
いと認められる
事業の実施国
数、事業数及び
これらの事業に
係る贈与額計又
は貸付実行累計
額

� 2か国 2事業 10億 0041万円（背景金額）

（平成 13年度～15年度）

21億 4813万円（背景金額）

（平成 13年度～15年度）

� 1か国 2事業 107億 7948万円（背景金額）

（平成 4年度～ 9年度）

131億 4477万円（背景金額）

（平成 6年度～11年度）

【意見を表示したものの全文】

政府開発援助の効果の発現について

（平成 20年 10月 31日付け 外 務 大 臣
独立行政法人国際協力機構理事長あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 政府開発援助の概要

我が国は、国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資

することを目的として、政府開発援助を実施している。その援助の状況は、地域別にみると
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アジア、中東及びアフリカ地域に重点が置かれている。また、分野別にみると教育、水供給

及び衛生、運輸及び貯蔵、エネルギー、農林水産業、環境保護等の各分野となっている。

そして、我が国の政府開発援助は毎年度多額に上っており、平成 19年度の実績は、無償

資金協力
（注 1）

1576億 9559万余円、技術協力
（注 2）

821億 4273万余円、円借款
（注 3）

6937億 5080万余円
（注 4）

等

となっている。

（注 1） 無償資金協力 開発途上にある海外の地域又は国の経済及び社会の発展のための事業

に必要な施設の建設、資機材の調達等のために必要な資金を返済の義務を課さない

で供与するもの

（注 2） 技術協力 開発途上にある海外の地域又は国の経済及び社会の開発に役立つ技術、技

能、知識を移転し、技術水準の向上に寄与することを目的として、技術研修員受

入、専門家派遣、機材供与等を行うもの

（注 3） 円借款 開発途上にある海外の地域又は国の経済及び社会の開発のための基盤造りに

貢献する事業等に係る費用を対象として長期かつ低利の資金を貸し付けるもの

（注 4） 債務繰延べを行った額 99億 0026万余円を含む。

2 本院の検査及び現地調査の結果

（検査及び現地調査の観点、着眼点及び対象）

本院は、政府開発援助について、外務省が実施している無償資金協力、独立行政法人国際

協力機構（平成 15年 9月 30日以前は国際協力事業団。以下「機構」という。）が実施している

技術協力及び国際協力銀行（平成 11年 9月 30日以前は海外経済協力基金。以下「銀行」とい

う。）が供与している円借款等（以下、これらを合わせて「援助」という。）を対象として、外務

省、機構及び銀行（以下「援助実施機関」という。）において、合規性、経済性、効率性、有効

性等の観点から次の点に着眼して検査を実施した。

� 援助実施機関は、事前の調査、審査等において、事業が援助の相手となる開発途上にあ

る海外の地域又は国（以下「相手国」という。）の実情に適応したものであることを十分検討

しているか。

� 援助は交換公文、借款契約等に則したものになっているか、援助の実施に当たり公正な

競争に関する国際約束の的確な実施は確保されているか、また、資金の供与等は法令、予

算等に従って適正に行われているか。

� 援助実施機関は、援助対象事業を含む事業全体の進ちょく状況を的確に把握して、援助

の効果が早期に発現するよう適切な措置を執っているか。

� 援助実施機関は、援助実施後、事業全体の状況を的確に把握、評価して、必要に応じて

援助効果発現のために追加的な措置を執っているか。

また、相手国における事業の実施状況を中心に、有効性等の観点から次の点に着眼して現

地調査を実施している。

� 事業は計画どおり順調に進ちょくしているか。

� 援助対象事業が相手国等が行う他の事業と密接に関連している場合、その関連事業の実

施と、は
�

行等が生じないよう調整されているか。

� 援助の対象となった施設、機材、移転された技術等は、当初計画したとおりに十分利用

されているか。

� 事業は援助実施後においても相手国によって順調に運営されているか。
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なお、20年 10月 1日の独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律（平成 18年法

律第 100号）の施行に伴い、無償資金協力は、機動的な実施の確保等の必要に基づき外務省が

自ら実施するものを除き、機構が実施することとなり、また、円借款は、銀行の海外経済協

力業務を承継した機構が実施することとなった。

（検査及び現地調査の方法）

本院は、国内において、外務本省、機構本部及び銀行本店に対して会計実地検査を行うと

ともに、海外において、在外公館、機構の在外事務所及び銀行の駐在員事務所に対して会計

実地検査を行った。

一方、援助は相手国が主体となって実施する事業に必要な資金を供与するなど相手国の自

助努力を支援するものであり、その効果が十分発現しているか、事業が計画どおりに進ちょ

くしているかなどを確認するためには、援助実施機関に対する検査のみでは必ずしも十分で

はない。このため、本院は、調査を要すると認めた事業について、相手国に職員を派遣し

て、援助実施機関の職員等の立会いの下に相手国の協力が得られた範囲内で、相手国の事業

実施責任者等から説明を受けたり、事業現場の状況の確認を行ったりなどした。また、相手

国の保有している資料で調査上必要なものがある場合には、援助実施機関を通じて入手し

た。

（検査及び現地調査の結果）

� 現地調査の対象及び実施概況

本院は、20年次に、上記の検査の観点、着眼点、対象及び方法で、検査を実施して、

その一環として、10か国において次の 101事業について現地調査を実施した。

� 無償資金協力の対象となっている事業のうち 65事業 （贈与額計 390億 2081万余円）

� 技術協力事業のうち技術協力プロジェクト
（注 5）

19事業

（19年度末までの経費累計額 117億 5868万余円）

� 円借款の対象となっている事業のうち 17事業

（19年度末までの貸付実行累計額 3635億 0354万余円）

上記 101事業を分野別にみると、運輸及び貯蔵 14事業、農林水産業 14事業、保健 10

事業、教育 9事業、その他社会インフラ及びサービス 7事業等となっており、その国別の

現地調査実施状況は、次表のとおりである。
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表 国別現地調査実施状況

国 名

調 査

事業数

援 助 形 態 別 内 訳

無 償 資 金 協 力 技 術 協 力
プ ロ ジ ェ ク ト 円 借 款

事業数 援助額
（億円） 事業数 援助額

（億円） 事業数 援助額
（億円）

ガ ー ナ 15 8 83 5 30 2 135

イ ン ド 13 4 21 1 4 8 1,847

マ ケ ド ニ ア 9 8 32 1 0 ― ―

マ レ ー シ ア 13 6 1 4 43 3 1,032

モ ロ ッ コ 9 4 19 4 16 1 134

モザンビーク 6 6 65 ― ― ― ―

サ モ ア 12 12 68 ― ― ― ―

ウ ク ラ イ ナ 5 5 1 ― ― ― ―

ウズベキスタン 9 5 19 1 9 3 485

ザ ン ビ ア 10 7 78 3 13 ― ―

計 101 65 390 19 117 17 3,635

（注 5） 技術協力プロジェクト 技術協力の中核をなすもので、技術研修員受入、専門家派

遣、機材供与等の事業を組み合わせたプロジェクトとして平成 14年度から実施さ

れている。13年度までは、プロジェクト方式技術協力として実施されていた。

� 検査及び現地調査の結果

検査及び現地調査を実施したところ、次の事業については、援助の効果が十分発現して

いないと認められた。

ア 無償資金協力事業
りよう

� 小中橋梁建設計画

a 事業の概要

この事業は、ガーナ共和国（以下「ガーナ」という。）地方部における住民の生活改

善及び地域経済の振興のため、支線道路の 18か所に、橋りょうを整備するもので

あり、外務省は、これに必要な資金として 13年度から 15年度までの間に計 10億

0041万余円を贈与している。

上記 18か所の橋りょうのうち 13か所について、外務省は、ガーナの事業実施能

力等を勘案の上、橋りょうの架設要領書の作成、架設の現場研修等の技術支援及び

橋りょうの資機材の調達を我が国の援助の対象として実施しており、橋台の施工、
けた

橋桁の架設、工事完成後の維持管理等はガーナの負担で実施されている（以下、こ

のような技術支援及び資機材の調達だけを対象とする援助を「資材調達型の援助」と

いう。）。資材調達型の援助においては、ガーナが工事を行うことから、外務省は、

工事の完成時の確認を行うことにしていない。なお、上記の技術支援は、我が国が

7年度にガーナに対して橋りょう建設に必要な資機材の調達について援助した際

に、資機材の配送誤り及び管理不備、ボルトの締付け不良等の事態が発生したこと

などを受けて、本件事業の実施に際して新たに導入したものである。
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b 検査及び現地調査の結果

資材調達型の援助により建設された橋りょう 13か所のうち 1か所を選定して検

査及び現地調査を実施したところ、次のような状況となっていた。

ボルタ州に建設された S―19橋りょう（19年 1月完成。橋長 15.6�、幅員 4.2�。
資機材の価格 8,899,000円）は、ガーナが、鉄筋コンクリート製の逆 T式の橋台を

築造して、その上部に我が国の無償資金協力により調達した長さ約 15�のトラス
式の鋼製橋桁を架設したものである。基本設計調査時の図面等によれば、トラス式

の鋼製橋桁は、トルクレンチ等を用いて高力ボルト
（注 6）

により鋼製の部材を結合する構

造となっている。そして、これら部材のうち、左右両岸の橋台との接合部にあっ

て、主桁を構成する板状の鋼材同士を結合して補強したり、主桁と横桁の一部を結

合したりする溝型鋼は、右岸側上下流 2か所の結合部の内側と外側に各 4本、左岸

側上下流 2か所の結合部の内側と外側に各 4本、計 32本の高力ボルトによって結

合されることになっていた（参考図参照）。

しかし、左岸側の橋台と鋼製橋桁との接合部に設置される 4か所の高力ボルトの

うち、下流側の結合部の外側に設置される 1か所の高力ボルトについては 4本ある

べきものが 1本も設置されておらず、他の 3か所の高力ボルトについても 1本のみ

となっていたものが 1か所、 2本のみとなっていたものが 2か所となっており、計

16本中 11本が欠落していた。

また、橋桁の接合部のうち、橋台と直接接する支承部は、橋桁等の荷重を確実に

橋台に伝達して、風、温度変化、地震等に対して安全であることが求められてお

り、ガーナは、本件橋りょうにおいて両岸の橋台の上流側及び下流側に支承を計 4

か所設置していた。そして、各支承の内側と外側各 1か所、計 8か所にアンカーボ

ルトを通して、これらをナットで締め付けることによって橋桁を橋台に固定するこ

とにしていた。しかし、左岸側の橋台のアンカーボルト 4か所のうち、固定状況を

触手により確認することができた外側の 2か所については、いずれも容易に手で

ナットが外せるほど締付けが不足しており、特に下流側のナットは浮き上がってい

た。

外務省は、資材調達型の援助により建設された橋りょうについて、工事の完成時

に出来型の確認を行うことにしていなかったため、本院が現地調査を実施するまで

このような事態を把握していなかった。

以上のとおり、本件事業により建設された S―19橋りょうは、高力ボルトが多数

欠落していたり、アンカーボルトのナットの締付けが著しく不足していたりしてい

て、安全性及び耐久性が損なわれている事態であり、援助の効果が十分に発現して

いないと認められる。

（注 6） 高力ボルト 高張力鋼で作られたボルトで、接合しようとする材と材を強く締め付け

て、接合面の摩擦力によって両者を固定するもの。

c 改善を必要とする事態

上記のように、資材調達型の援助により建設された橋りょうの安全性及び耐久性

が損なわれていて援助の効果が十分に発現していない事態は、我が国援助実施機関

として必要な措置を講ずるなどの改善の要があると認められる。
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d 発生原因

このような事態が生じているのは、外務省が、資材調達型の援助について、技術

支援及び橋りょうの建設に必要な資機材の調達を実施した後の援助の効果の確認と

して、工事完成時に出来型の確認を行うことにしていなかったことなどによると認

められる。

（参 考 図）

トラス式鋼製桁橋りょう概念図

かんがい

� ショクエ灌漑システム改修計画

a 事業の概要
かんがい

この事業は、モザンビーク共和国（以下「モザンビーク」という。）のショクエ灌漑
せき

システムの最上流部にある取水口、水位調整堰、水路横断施設等で構成される

14.3�の幹線水路を改修するものである。
外務省は、これに必要な資金として 13年度から 15年度までの間に計 21億 4813

万余円を贈与している。
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せき

同システムは、受益面積が 26,030haあり、上記の幹線水路のほかに、取水堰、

一次水路（延長 84�）、二次水路（延長 269�）、三次水路（延長 1,218�）及び排水路

から成っている。

同システムは、経年により施設が老朽化したことや 12年 2月に発生した大洪水

により被害を受けたことから機能が大きく低下したため、モザンビークは、同年 5

月の援助国・機関会合の席上、同システムを改修するための協力を要請した。これ

を受けて、我が国が幹線水路の改修を、我が国以外の援助国・機関（以下「関係国」

という。）が取水堰及び幹線水路以外の水路の改修等を支援するという基本方針が固

められた。そして、関係国の支援を受ける改修工事は 16年までに着手されて、

19年までに終えることとされており、我が国を含む援助国間の協調を図る場とし

て、月に一回程度開催されている農業分野の作業部会等において、幹線水路以外の

水路等の改修工事が予定どおり実施されるよう援助国間の調整が図られることに

なっていた。

b 検査及び現地調査の結果

検査及び現地調査を実施したところ、次のような状況となっていた。

外務省が無償資金協力の対象とした幹線水路は、確保される流量として取水口か

ら水位調整堰までが 45.5�／s、水位調整堰から幹線水路終点までが 43.0�／sとそ

れぞれ計画されており、15年 10月に、ほぼ計画どおり改修が完了して、同システ

ムの受益面積にかんがい用水を供給できるだけの機能を有していた。

しかし、モザンビークの事業実施機関の説明によれば、幹線水路以外の水路等の

改修が計画より遅れて一部しか完了していないことから、受益面積 26,030haのう

ち、20年 1月の本院の現地調査時において、かんがい用水を供給することができ

る面積は、7,000haにとどまっているとのことであった。このため、幹線水路の流

量を計画の 3分の 1程度に当たる 15.0�／sに調整しているとのことであった。

そして、外務省は、現在も引き続きモザンビークに対して幹線水路以外の水路等

の整備を進めるよう求めるとともに、これまで支援表明を行っていない国や機関に

も参加を求めているとしているが、幹線水路以外の水路等が完成して、同システム

が全体として機能するようになる時期は、現在のところ、明確には把握できていな

いとしている。

c 改善を必要とする事態

以上のとおり、外務省が無償資金協力の対象とした施設の改修は完了しているも

のの、関係国の支援により行うこととされている施設の改修が遅れていることか

ら、かんがい用水を供給することができる面積が計画を大きく下回っており同シス

テムが効果を十分発揮していない事態は、我が国援助実施機関として必要な措置を

講ずるなどの改善の要があると認められる。

d 発生原因

このような事態が生じているのは、外務省、モザンビーク及び関係国間の綿密な

調整が不可欠であったのに、その調整が十分でなかったことなどによると認められ

る。
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イ 円借款事業

� ベイスンブリッジ火力発電所建設事業

a 事業の概要

この事業は、インド南部に位置するタミールナド州チェンナイ（旧マドラス）市

に、主に朝方、夕方の電力需要ピーク時に発電を行い、電力の安定供給による民生

の向上、経済の活性化を図ることを目的として、ナフサ（石油の精製過程でガソリ

ンと灯油の中間にできる粗製のガソリン）を燃料とした新たな火力発電所として、

ガスタービン発電機 4基及びその関連諸施設を建設するものである。

銀行は、これに必要な資金として 5年 3月から 10年 3月までの間に計 107億

7948万余円を貸し付けている。

銀行は、本件事業について、11年 11月に事後評価を実施して、インドの事業実

施機関であるタミールナド州電力庁（以下「TNEB」という。）等と協議するなどした

上で、12年 3月にその結果を公表している。また、17年 1月に事後モニタリング

を実施して、TNEB等と協議するなどした上で、18年 1月にその結果を公表して

いる。このうち事後評価報告書によると、同発電所の年間実績発電量は、運転開始

初年の 10年では 77GW（ギガワット。 1 GW＝1,000MW（メガワット））h、11年で

は 165GWhであり、年間計画発電量 172.8GWhに対する割合は、10年では 44.6％

であったが、11年では 95.4％とほぼ計画どおりとなっていた。しかし、事後評価

の 5年後に実施した事後モニタリングの報告書によると、計画に対する実績の割合

は 12年度 107.6％、13年度 98.9％、14年度 180.5％となっており、14年度までは

順調に稼働していたが、ナフサ価格の高騰により、その割合は 15年度 46.2％、

16年度 25.4％となり、実績が計画を下回っていた。そして、同報告書は、教訓及

び持続性確保のための提言として、次のことに言及している。

� ナフサ使用のプラントの運転費用は他のプラントの運転費用と比べて高いの

で、使用燃料をナフサから天然ガスに切り替えれば、運転費用が低減できること

� 将来、天然ガスの供給が受けられるか、液化天然ガス（以下「LNG」という。）貯

蔵施設が建設されれば、本発電所の燃料を転換して、発電方式をコンバインドサ

イクル発電
（注 7）

所に転換して、常時発電することが可能になること

そして、銀行は、事後評価及び事後モニタリングを実施することのほか、事業実

施後必要に応じて現状の把握に努めて、可能な範囲で助言をするなどの事後監理を

実施することにしており、本件事業についても、事後監理を行っているとしてい

る。

（注 7） コンバインドサイクル発電 ナフサ及び LNGを燃料として用い高温でガスタービン

を回転させて内燃力発電を行い、その排熱を利用して蒸気タービンを回転させて汽

力発電を行う複合発電

b 検査及び現地調査の結果

検査及び現地調査を実施したところ、次のような状況となっていた。

同発電所においては、30MWのガスタービン発電機 4基を運転することにより

1時間当たりの発電量を 120MW、 1日当たり朝夕計 6時間の運転を年間 240日稼

動させることにより年間の運転時間を 1,440時間として、これにより、年間計画発
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電量を、前記のとおり、172.8GWhと算定していた。

同発電所の事後モニタリング後の年間実績発電量は、17年度 39.8GWh、18年度

56.5GWhとなっており、年間計画発電量に対する割合は 17年度 23.0％、18年度

32.7％となり、稼働の実績が計画を大幅に下回っていた。この理由について、

TNEBの説明によると、20年 1月の本院の現地調査時において、ナフサ価格の高

騰により、本発電所にある 4基のガスタービン発電機の一部の発電機の運転を抑制

するなどの制限を行っており、このような状況は、ナフサの価格が急騰した 15年

以降続いているとのことであった。そして、銀行を通じて TNEBに確認したとこ

ろ、19年度の年間実績発電量は 63.3GWh、年間計画発電量に対する割合は 36.6％

となっており、17、18両年度と同様の稼働状況となっていた。

このような事態に対して、事後モニタリング報告書で言及されていたとおり、発

電方式をコンバインドサイクル発電に転換すれば、現在発電燃料として使用してい

るナフサは発電開始時に少量使用するのみで足りることになり、燃料の大部分をナ

フサに比べて安価な LNGに切替えることが可能となる。しかし、20年 1月の本院

の現地調査時において、TNEBは、コンサルタント雇用のための準備を進めている

としているものの、契約の締結等、同報告書で言及されていた教訓及び提言を踏ま

えた具体的な対応を執っていなかった。

そして、TNEBは、22年を目途に発電方式をコンバインドサイクル発電へ転換

させるため、本院の現地調査後の 20年 4月にインド国内の企業とコンサルタント

雇用契約を締結して、事業のフィージビリティ（実現可能性）の確認調査、詳細設

計、環境影響評価の実施、入札図書の準備、業者選定支援等を実施させている。今

後の計画として、事業のフィージビリティが確認されれば、工事は約 1年半程度の

工期で完成するため、施工業者の選定を経て TNEBが完成の目途としている 22年

には、新たな方式で発電が可能になるとしている。この計画のとおり、コンサルタ

ント雇用契約締結からコンバインドサイクル発電方式への転換に 2年程度の期間が

必要になるとしても、銀行と TNEBにおいて、事後モニタリング調査時の協議

後、フィージビリティが確認されて速やかに対応していたとすれば、同発電所にお

いては、20年以降新たな発電方式による発電が可能になっていたと考えられる。

c 改善を必要とする事態

円借款事業で実施した施設の稼働の実績が、ナフサ価格の高騰により、15年度

以降計画を大幅に下回っていて援助の効果が十分に発現していない事態は、我が国

援助実施機関として必要な措置を講ずるなどの改善の要があると認められる。

d 発生原因

このような事態が生じているのは、銀行において、17年 1月に実施した事後モ

ニタリングで得られた教訓及び提言を踏まえた積極的な協議、助言が行われていた

としているが、必ずしも十分でなかったことなどによると認められる。

� ウドヨガマンダル肥料工場アンモニアプラント近代化事業

a 事業の概要

この事業は、インドにおいて、ケララ州ウドヨガマンダル地区に国営肥料会社で

ある FACT（The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited）を相手国事業実施
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機関として、アンモニアプラント 1基等を建設するものである。

銀行は、これに必要な資金として、 6年 10月から 11年 4月までの間に計 131億

4477万余円を貸し付けている。

そして、銀行は、本件事業については、13年 8月に事後評価調査を実施して、

14年 3月に事後評価報告書を公表しており、その中で次のことに言及している。

� アンモニア事業の稼働実績は 12年度において、生産能力（29.7万 t／年）を超え

る約 29.8万 t／年に達しており、アンモニアを原料とする硫酸アンモニウム等の

生産は目標値を超えた実績を上げている。

� アンモニアの原料のナフサが、10年にインド政府の管理価格制度の対象から

除外されて、その後ナフサの価格が高騰したこと、同国における肥料助成政策が

見直されて、硫酸アンモニウム等の肥料については助成が得られなくなったこと

などにより、FACTの財務状況が悪化している。

� �のことから、FACTは、生産コストを下げるため、原料をナフサから LNG

に転換して原料費を削減することを試みるなどしている。

� 事後評価の教訓として、相手国政府の統制価格及び原料の国際市場価格のよう

に経済の状況により変動するものは、相手国事業実施機関が管理できるものでは

ないが、場合によって事業の妥当性や根拠を覆す要因となることから、案件形成

時や審査時において詳細な調査と検討を行う必要がある。

また、銀行は、事後評価を実施することのほか、事業実施後必要に応じて現状の

把握に努めて、可能な範囲で助言をするなどの事後監理を実施することにしてお

り、本件事業についても、事後監理を行っているとしている。

b 検査及び現地調査の結果

検査及び現地調査を実施したところ、次のような状況となっていた。

事後評価の報告後の 13年度から 18年度までのアンモニアの生産量は、約

21.1万 t／年から約 24.9万 t／年と、計画値 29.7万 t／年に対しておおむね順調であっ

た。しかし、アンモニアの原料となるナフサの価格は、14年度以降高騰を続け

て、FACTの説明によれば、17年度には本件事業におけるプラントの採算の限界

となる 1トン当たり 20,000ルピー（邦貨換算額 47,000円。為替レートは 17年度出

納官吏レートによる。）を超えて、19年度の第 1四半期には 1トン当たり 29,000ル

ピー（邦貨換算額 73,370円。為替レートは 19年度出納官吏レートによる。）を超え

るなど、その後も高騰を続けたとしている。その結果、前記のとおり、ナフサを原

料とするアンモニアの生産コストが上昇するとともに、硫酸アンモニウム等の肥料

に対するインド政府の助成が得られなくなるなどの状況となったことから、FACT

は、19年 7月に、本件事業におけるプラントの稼働を停止していた。

FACTは、生産コストを下げるため、23年度を目途にアンモニアの原料をナフ

サから LNGへ転換するとしているが、20年 1月の本院の現地調査時において、

LNG導入のための契約を締結するまでには至っておらず、LNGに転換して原料費

を削減することを検討しているとした事後評価調査時点から約 7年が経過している

にもかかわらず、依然として原料の転換が実現していなかった。

また、本院は、銀行が審査時において、インド政府が助成金の削減を行っている
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ことなど当時の肥料セクターの問題点について検討を行っていたことを確認できた

が、原料となるナフサの政府統制価格並びに国際市場価格の動向等に関する詳細な

調査及び検討を行ったか否かについては、確認できなかった。

c 改善を必要とする事態

円借款事業で実施した施設の稼働が、ナフサ価格の高騰等により、19年 7月以

降停止していて援助の効果が十分に発現していない事態は、我が国援助実施機関と

して必要な措置を講ずるなどの改善の要があると認められる。

d 発生原因

このような事態が生じているのは、銀行において、13年 8月に実施した事後評

価で得られた教訓及び提言を踏まえた積極的な協議、助言が行われていたとしてい

るが、必ずしも十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が表示する意見

政府開発援助の効果が十分発現するよう、次のとおり意見を表示する。

� 小中橋梁建設計画のような資材調達型の援助においては、外務省は、出来型の確認を行

うことにしていなかった。

ついては、小中橋梁建設計画の事態を踏まえ、外務省及び無償資金協力を実施すること

となった機構において、資材調達型の援助については、工事の成果物及び技術支援により

移転された技術が十分活用されるよう、安全性及び耐久性に配慮して、技術支援をより一

層強化するとともに、相手国が行う工事の完成時に、原則として、相手国から写真又は報

告書を受理したり、外務省又は機構が現地へ赴いたりして出来型の確認を行うこと

� ショクエ灌漑システム改修計画においては、関係国が支援することになっている幹線水

路以外の水路等の改修が計画より遅れて一部しか完了していないことから、外務省は、相

手国の事業計画に対して多数の国等が関係する場合の関係国等との調整を十分に行う必要

がある。

ついては、ショクエ灌漑システム改修計画の事態を踏まえ、外務省及び無償資金協力を

実施することとなった機構において、相手国の事業計画に対して多数の国等が関係する場

合には、相手国及び関係国との調整を綿密に行い、関係国の支援を受けて相手国が実施し

ている事業の早期完了に向けその進ちょくが一層図られるよう努めること

� ベイスンブリッジ火力発電所建設事業においては、相手国事業実施機関によるナフサか

ら LNGへの転換が図られていなかったことなどの事情もあるが、銀行は、既に完成した

プロジェクトの事業効果を十分発現させるため、事業完了後に事後評価及び事後モニタリ

ングを行っていたものの、これらで得られた教訓及び提言を踏まえた積極的な協議、助言

が必ずしも十分でなかった。

ついては、ベイスンブリッジ火力発電所建設事業の事態を踏まえ、銀行の海外経済協力

業務を引き継いだ機構において、事後評価及び事後モニタリングで得られた教訓及び提言

が十分活かされるよう、相手国事業実施機関と協議を行い、現状の把握及び適時適切な助

言を行うなどにより積極的な事後監理に取り組むこと

� ウドヨガマンダル肥料工場アンモニアプラント近代化事業においては、相手国事業実施

機関によるナフサから LNGへの転換が図られていなかったことなどの事情もあるが、銀

行は、既に完成したプロジェクトの事業効果を十分発現させるため、事業完了後も事後評
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価を行っていたものの、この評価で得られた教訓及び提言を踏まえた積極的な協議、助言

が必ずしも十分でなかった。

ついては、ウドヨガマンダル肥料工場アンモニアプラント近代化事業の事態を踏まえ、

銀行の海外経済協力業務を引き継いだ機構において、

ア 事後評価で得られた教訓及び提言が十分活かされるよう、相手国事業実施機関と協議

を行い、現状の把握及び適時適切な助言を行うなどにより積極的な事後監理に取り組む

こと

イ 今後の案件形成時や審査時において、相手国政府の助成政策及び原料の国際市場価格

のような経済状況の動向等について詳細な調査と検討を行うこと

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金の返還等について、受入れなどに係る具

体的な事務手続を定めることなどにより、早期に処理するよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）外務本省 （項）国際分担金其他諸費

部 局 等 外務本省

国際機関への我
が国の拠出金の
概要

我が国が国際機関と協議の上、自発的に拠出することとした資金

閉鎖の状態にあ
る我が国が拠出
した信託基金の
数及び拠出金額

10信託基金 165億 0704万余円（平成 2年度～14年度）

上記のうち拠出
残余金額が確定
している信託基
金の数及び拠出
金額

8信託基金 152億 8990万余円（平成 2年度～14年度）

上記のうち我が
国の拠出残余金
額

3億 9751万円（平成 20年 8月末）

1 国際機関の信託基金の概要

� 国際機関への拠出金の概要

外務省は、国際連合（以下「国連」という。）に代表される国際機関に対して、その活動に

必要な経費に充てるために拠出金を支出している。この拠出金は、我が国が国際機関と協

議の上、自発的に資金を提供するものである。

� 国連の決算の概要

国連の決算については、事務総長が会計報告を作成して、会計検査委員会に提出するこ

ととなっている。会計検査委員会は、監査を実施して監査報告書を事務総長に提出するこ

ととなっており、監査の結果、問題点があった場合は、同報告書において勧告を行うこと

となっている。そして、事務総長は、その監査結果を総会に報告することとなっている。
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� 国連における信託基金の概要

国連には、通常予算のほか、加盟国の拠出金や寄付金等により賄われる信託基金、特別

勘定等がある。これらのうち信託基金は、拠出国に帰属する資金を国連が自らの事業に充

てるために所有、管理及び使用する勘定であり、国連の総会等の承認により設立されるこ

ととなっている。また、信託基金は、他に定めがない限り、通常予算と同様、2年ごとに

会計報告が作成されることとなっており、この会計報告は、会計検査委員会に提出される

こととなっている。

国連における信託基金設立から閉鎖までの手続は、一般的に次のとおりである（次図参

照）。

すなわち、拠出国は、国連との間に具体的な活動目的、活動地域、拠出合意額等につい

て、書簡を交換する（�）。国連は、総会等の承認により信託基金を設立する（�）。そし
て、国連からの拠出要請（�）に基づき、拠出国は拠出金を支払う（�）。国連は、拠出を受
けた信託基金について、事業を実施する機関に資金を交付して、事業を実施させる（�）。
国連は、2年ごとにそれぞれの信託基金について会計報告を作成して、会計検査委員会へ

提出する（�）。会計検査委員会は、監査を実施して監査報告書を提出する（�）。信託基金
について、国連は、拠出国に事業実施報告、会計報告等を行う（	）。信託基金の事業が交
換した書簡の目的を達成するなどして終了する（
）と、国連は、信託基金の閉鎖を決定し
て（�）、残余金を算定して拠出国に返還等の照会を行う（�）。この照会に対して、拠出国
は、残余金の処理を確定して国連に回答する（）。国連は、拠出国の回答に基づき、残余
金を返還するための小切手（以下「返還小切手」という。）を振り出すなどして残余金の処理

を行う（�）。
図 国連における信託基金設立から閉鎖までの手続
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会計検査委員会は、「平成 16―17会計年度監査報告書（18年 7月）」において、長期に活

動を停止していて閉鎖すべき信託基金を調査して特定するよう勧告しており、当該 2年間

に一切の支出がない信託基金を掲記している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

国際機関への拠出金は、自発的に資金を提供するものであり、拠出先の信託基金において

支援した事業が終了したときは、我が国の拠出額に応じた残余金（以下「拠出残余金」とい

う。）について、早期に返還を受けるなどして有効に活用する必要がある。

そこで、本院は、国際機関へ支出した拠出金について、合規性、有効性等の観点から、外

務省が、信託基金の閉鎖に際して、拠出残余金に係る国際機関からの照会等を適切に処理し

ているか、長期に活動を停止している信託基金を適切に把握しているかなどに着眼して検査

した。

検査に当たっては、国際機関から外務省に対して拠出残余金の返還等の照会があった信託

基金及び国際機関の監査報告書、会計報告等において長期に活動が停止している又は長期に

事業支出がないとされていた信託基金を対象として、外務本省において、国際機関から提出

された事業実施報告書等の書類、信託基金の状況等について説明を聴取するなどして会計実

地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、国連から信託基金閉鎖の照会文書等が来ており、外務省において既に信

託基金の閉鎖を承知していたのに、長期にわたり回答しないままにしていたものが 4信託基

金あった。また、信託基金が長期に活動を停止するなどしていたのに、同省においてその実

態を把握していなかったものが 6信託基金あった。

これら 10信託基金のうち、国連において既に拠出残余金額が確定している 8信託基金に

対する我が国の拠出残余金額は、平成 20年 8月末現在で計 3,517,812米ドル（邦貨換算額 3

億 9751万余円）となっていた（表 1参照）。
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表 1 閉鎖の状態にある信託基金における我が国の拠出残余金等 （単位：千米ドル）

信託基金名 拠出年 拠出額 拠出目的 確定している我が
国の拠出残余金額

�ボスニア・ヘルツェゴ
ビナ警察支援プログラ
ム信託基金

平成 8年
9年

1,700
550

警察への支援及び訓練
303

�東ティモール暫定行政
機構信託基金 11年 9,312 公共的機関及び公共サー

ビスの復旧 1,865

�国際支援検証委員会活
動のための信託基金 2年 1,000

ニカラグア反革命武装勢
力の自発的な帰還及び定
住の促進

8

�サラエボの基本的公共
サービス復旧のための
信託基金

6年 1,020
サラエボの復旧及び基本
的公共サービスの提供 111

�反アパルトヘイト広報
信託基金

2 ― 3年
4 ― 5年

10
20
反アパルトヘイトセン
ターに対する支援 国連が算定中

�東ティモールの平和的
解決のための信託基金 11年 10,110

同地域の自治に関する直
接投票実施等の国連監視
団の支援

国連が算定中

�緊急人道支援の啓発信
託基金 9年 256 緊急人道支援活動に対す

る啓発及び支援 59

	カンボジア信託基金 4 ― 5年 5,765 カンボジア人道支援計画
に対する支援 565


複合緊急事態における
人道的挑戦信託基金
（神戸ワークショップ）

14年 273
紛争下の文民保護をテー
マとするワークショップ
開催経費支援

106

�中東湾岸危機信託基金 3年 100,000 イラクの難民問題に対す
る緊急支援 496

計 130,017
（16,507,048千円） ―

上記のうち拠出残余金額
が確定している分 119,877

（15,289,908千円）
3,517

（397,512千円）
（20年 8月末現在）

そして、上記の 10信託基金について、次のような事態が見受けられた。

� 国連からの信託基金の閉鎖に係る照会等を、長期にわたり回答しないままにしていたも

の

ボスニア・ヘルツェゴビナ警察支援プログラム信託基金（以下「ボスニア信託基金」とい

う。）、東ティモール暫定行政機構信託基金（以下「東ティモール暫定信託基金」という。）、

国際支援検証委員会活動のための信託基金（以下「国際支援信託基金」という。）及びサラエ

ボの基本的公共サービス復旧のための信託基金（以下「サラエボ信託基金」という。）の 4信

託基金については、外務省が国連から信託基金の閉鎖及び拠出残余金の返還を知らせる照

会文書を受領するなどして既に信託基金の閉鎖を把握していた。しかし、同省は、照会に

対して直ちに回答しなかったり、回答期限後に国連から送付された返還小切手作成の通知

に対処しなかったり、返還小切手失効後の拠出残余金の送金先を照会する通知に対処しな

かったりしていた。

上記の 4信託基金について、それぞれの事態の詳細は次のとおりである。

ア ボスニア信託基金については、16年 3月に、国連から国際連合日本政府代表部（以下

「国連代表部」という。）あてに、拠出残余金の処理についての照会があった。これについ
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て、国連代表部は、外務本省に非公式の報告を行っていた。しかし、その後、外務本省

からの対処方針の指示がなく、国連代表部は、国連に回答しておらず、本院検査時（19

年 12月）まで 3年 8か月が経過していた。

イ 東ティモール暫定信託基金については、16年 7月に、国連から国連代表部あてに、

拠出残余金の処理について同年 8月末までに回答を求める照会があった。これについ

て、国連代表部は、外務本省に公式の連絡文書（以下、国連代表部等の在外公館と外務

本省との公式の連絡文書を「公電」という。）による報告を行っていた。しかし、その後、

外務本省からの対処方針の指示がなく、国連代表部は、国連に回答しておらず、本院検

査時まで 3年 4か月が経過していた。そして、回答期限を経過した 16年 9月に、国連

から国連代表部あてに、作成した返還小切手を受け取りに来るよう通知があったが、国

連代表部は、外務本省への報告をせずに、返還小切手を受け取りに行かなかった。

ウ 国際支援信託基金については、17年 4月に、国連から国連代表部あてに、作成した

返還小切手を受け取りに来るよう通知があった。これについて、国連代表部は、本来で

あれば事前に国連から受け取るべき拠出残余金の処理についての照会について、国連に

確認していなかった。また、返還小切手については、国連代表部が、外務本省に非公式

の報告を行っていたが、外務本省からの対処方針の指示がなく、国連代表部は、返還小

切手を受け取りに行かず、通知時から本院検査時まで 2年 7か月が経過していた。

その後、19年 5月に国連から国連代表部あてに、拠出残余金の送金先についての照

会があり、これについて、同年 7月に国連代表部は、外務本省に公電による報告を行っ

ていた。しかし、外務本省からの対処方針の指示がなく、国連代表部は、国連に回答し

ていなかった。

エ サラエボ信託基金については、16年 10月に、国連から国連代表部あてに、拠出残余

金の処理について同年 11月末までに回答を求める照会があった。これについて、国連

代表部は、外務本省に非公式の報告を行っていた。しかし、その後、外務本省からの対

処方針の指示がなく、国連代表部は、国連に回答しておらず、本院検査時まで 3年 1か

月が経過していた。そして、回答期限を経過した 17年 1月に、国連から国連代表部あ

てに作成した返還小切手を受け取りに来るよう通知があった。これについて、国連代表

部は、外務本省に非公式の報告を行っていたが、その後、外務本省からの対処方針の指

示がなく、返還小切手を受け取りに行かなかった。

その後、19年 5月に国連から国連代表部あてに、拠出残余金の送金先についての照

会があり、これについて、国連代表部は同年 7月に、外務本省に公電による報告を行っ

ていた。しかし、外務本省からの対処方針の指示がなく、国連代表部は、国連に回答し

ていなかった。

このように、外務省は、国連からの拠出残余金に係る照会、返還小切手の作成の通知等

に対して直ちに回答を行うべきであるのに、長期にわたりこれを行わないままにしてい

た。

� 信託基金が閉鎖状態になっていたことを把握していなかったもの

外務省は、前記のとおり、信託基金が閉鎖されるまで国連から定期的に事業実施報告、

会計報告等を受けることとなっていることから、信託基金が長期に活動を停止している場

合等には、これらの書類等によりその状況を把握し得る立場にあった。
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しかし、本院が検査したところ、反アパルトヘイト広報信託基金及び東ティモールの平

和的解決のための信託基金の 2信託基金は、国連の監査報告書によると、少なくとも 14

年以降支出がなく長期にわたり活動を停止しており、閉鎖したものと同様な状態（以下「閉

鎖状態」という。）になっていた（表 2参照）。

また、同省は、緊急人道支援の啓発信託基金、カンボジア信託基金、複合緊急事態にお

ける人道的挑戦信託基金（神戸ワークショップ）及び中東湾岸危機信託基金の 4信託基金に

ついて、20年 6月又は 7月に、国連から拠出残余金の処理方法についての照会があるま

で、閉鎖状態になっていたことを把握していなかった。これらの 4信託基金は、会計報告

等によると、それぞれ 2年間から 8年間支出がなく長期にわたり活動を停止していた（表

2参照）。

表 2 信託基金が閉鎖状態になっていたことを把握していなかったもの

信託基金名 拠出年 支出がなく活動
を停止した年 活動停止期間

�反アパルトヘイト広報信
託基金

平成 2 ― 3年
4 ― 5年 14年 6年間

�東ティモールの平和的解
決のための信託基金 11年 14年 6年間

�緊急人道支援の啓発信託
基金 9年 18年 2年間

�カンボジア信託基金 4 ― 5年 12年 8年間

�複合緊急事態における人
道的挑戦信託基金（神戸
ワークショップ）

14年 15年 5年間

�中東湾岸危機信託基金 3年 16年 4年間

このように、同省は、信託基金の活動状況を十分把握しておらず、このため活動を停止

している信託基金について国連に対して早期に閉鎖手続を行い拠出残余金の返還等を行う

よう働きかけていなかった。

以上のように、外務省が、国連からの拠出残余金の返還等の照会文書等を長期にわたり回

答しないままにしていたり、拠出した信託基金が長期に活動を停止するなどしていて閉鎖状

態になっていたことを把握していなかったりしていて、拠出残余金の返還受入れなどに係る

事務処理が早期に行われておらず、拠出残余金の有効な活用が図られていない事態は適切と

は認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、外務省において、主として次のことによると認められ

た。

ア 拠出した信託基金の閉鎖により、国連から拠出残余金の返還等の照会を受けるなどして

いたのに、これらを処理する者を定めていないなど、拠出残余金の返還等について対応す

るための具体的な事務手続を定めていなかったこと

イ 閉鎖状態になっている信託基金を把握して早期に拠出残余金の返還受入れなどを進める

ことの必要性を十分認識しておらず、このための体制が整備されていなかったこと
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3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、外務省は、20年 9月に「国連の信託基金における拠

出残余金の取扱に関するガイドライン」、「国連（又は国際機関）が管理する信託基金への拠出

残余金の処理に係る改善について」及び「国際機関に対する拠出残余金の歳入手続マニュア

ル」を定めるとともに、外務本省各課等及び在外公館に通知を発して、拠出残余金を早期に

処理するよう次のような処置を講じた。

ア 拠出残余金に係る国際機関からの照会を処理する担当課等を明確にして、国際機関から

の照会に対する回答期限、返還小切手の取扱担当課等を定めるなど返還受入事務について

の具体的な事務手続を定めた。

イ 国際機関からの照会に対して、公電による報告・指示を徹底すること、外務本省の担当

課等において拠出後の信託基金の状況把握を確実に行うため定期的に注意を喚起する文書

を発すること、拠出残余金額について把握する課等を定めて情報を一元的に管理すること

などにより、拠出残余金を早期に処理する体制を整備した。

なお、同省は、拠出残余金額が確定している 8信託基金のうち、 2信託基金について拠出

残余金の返還を行うよう、 6信託基金について他の信託基金に振り替えるよう同年 10月ま

でに国連に通知した。また、拠出残余金額が確定していない 2信託基金については、拠出残

余金額が確定し次第、拠出残余金の返還を行うよう同月に国連に通知した。
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第 7 財 務 省

不 当 事 項

租 税 （30）（31）

（30） 租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）歳入組入資金受入

（項）各税受入金

部 局 等 118税務署

納 税 者 252人

徴収過不足額 徴収不足額 671,054,441円（平成 14年度～19年度）

徴収過大額 6,775,171円（平成 17年度～19年度）

1 租税の概要

源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税、消費税等の国税については、法律に

より、納税者の定義、納税義務の成立の時期、課税する所得の範囲、税額の計算方法、申

告・納付の手続等が定められている。

納税者は、納付すべき税額を税務署に申告して納付することなどとなっている。国税局等

又は税務署は、納税者が申告した内容が適正なものとなっているかについて申告審理を行

い、必要があると認める場合には調査を行っている。そして、確定した税額は、税務署が徴

収決定を行っている。

平成 19年度国税収納金整理資金の各税受入金の徴収決定済額は 63兆 0742億余円となっ

ている。このうち源泉所得税は 15兆 2063億余円、申告所得税は 3兆 4109億余円、法人税

は 15兆 7885億余円、相続税・贈与税は 1兆 6258億余円、消費税及地方消費税は 17兆

4339億余円となっていて、これら各税の合計額は 53兆 4656億余円となり、全体の 84.7％

を占めている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、上記の各税に重点をおいて、合規性等の観点から、課税が法令等に基づき適正

に行われているかに着眼して、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第 3号）に基づき本院

に提出された証拠書類等により検査するとともに、全国の 12国税局等及び 524税務署の

うち、12国税局等及び 187税務署において提出された申告書等の書類により会計実地検

査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、国税局等及び税務署

に調査を求めて、その調査の結果の内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 徴収過不足の事態

検査の結果、118税務署において、納税者 252人から租税を徴収するに当たり、徴収額

が、246事項 671,054,441円（14年度～19年度）不足していたり、 6事項 6,775,171円（17年

度～19年度）過大になっていたりしていて、不当と認められる。

これを、税目別にみると次表のとおりである。
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表

税 目 徴 収 不 足 の 事 項 数
徴 収 過 大 の 事 項 数

徴 収 不 足 額
徴 収 過 大 額（�）

円
源 泉 所 得 税 7

―
56,679,310

―

申 告 所 得 税 89
1

186,103,800
� 503,700

法 人 税 124
1

283,340,100
� 1,036,158

相 続 税 ・ 贈 与 税 8
3

23,371,800
� 1,999,900

消 費 税 18
1

121,559,431
� 3,235,413

計 246
6

671,054,441
� 6,775,171

なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、すべて徴収

決定又は支払決定の処置が執られた。

� 発生原因

このような事態が生じていたのは、前記の 118税務署において、納税者が申告書等にお

いて所得金額や税額等を誤るなどしているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検

討が十分でなかったり、課税資料の収集・活用が的確でなかったりしたため、誤ったまま

にしていたことなどによると認められる。

なお、上記事態の中には、同様な事由により誤っているものがあり、これについて本院

の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項がある（国税庁が講じた処置の内容

については、後掲 181ページの「医療機器は中小企業者等が機械等を取得した場合等の特

別償却又は税額控除の適用対象資産に該当しないことを明確にすることにより、特別償却

又は税額控除の適用が適正なものとなるよう改善させたもの」参照）。

� 税目ごとの態様

この 252事項について、源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税及び消費税

の別に、その主な態様を示すと次のとおりである。

ア 源泉所得税に関するもの

源泉所得税に関して徴収不足になっていたものが 7事項あった。これらは、配当、退

職手当及び報酬に関するものである。

配当、退職手当及び報酬の支払者は、支払の際に、所定の方法により計算した源泉所

得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月 10日（休日等の場合はその翌日）までに国に

納付しなければならないこととなっている。そして、この法定納期限までに納付がない

場合には、税務署は支払者に対して、納税の告知をしなければならないこととなってい

る。

この配当、退職手当及び報酬に関して、徴収不足になっている事態が 7事項

56,679,310円あった。その内容は、自己株式の取得による配当とみなされる金額や退職

手当及び報酬の支払額について、法定納期限を経過した後も長期間にわたって源泉所得

税が納付されていなかったり、退職手当に対する税額の計算に当たり勤続年数に誤りが

あり税額が過小のままとなっていたりしているのに、課税資料の収集・活用が的確でな
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かったり、これを見過ごしたりしたため、納税の告知をしていなかったものである。

＜事例 1＞ 退職手当に関する源泉所得税について納税の告知をしていなかったもの

A会社は、平成 18年に退職手当に関する源泉所得税を納付していなかった。

しかし、同会社から提出された 17年 6月から 18年 5月までの事業年度分の法人税

の申告書等によれば、退職手当 105,000,000円が 18年 5月に支払われていた。した

がって、法定納期限の同年 6月 12日までにこの退職手当に対する源泉所得税が納付

されていなければならないのに、上記の申告書等の活用が的確でなくてこの事実を把

握していなかったため、納税の告知をしておらず、源泉所得税額 16,565,000円が徴収

不足になっていた。

イ 申告所得税に関するもの

申告所得税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが 90事項あった。この

内訳は、不動産所得に関するもの 35事項、事業所得に関するもの 22事項、譲渡所得に

関するもの 19事項及びその他に関するもの 14事項である。

� 不動産所得に関するもの

個人が不動産を貸し付けた場合には、その総収入金額から必要経費を差し引いた金

額を不動産所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。

そして、個人が有する減価償却資産につきその償却費として不動産所得の金額の計

算上必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について定められた償却の方法に

基づいて計算した金額とすることとなっている。また、個人が不動産の貸付けについ

て、収入、経費の各項目の金額に消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を

含めて経理している場合には、経費に係る消費税等の額が収入に係る消費税等の額を

超えるときに生ずる消費税等の還付金を不動産所得の計算上、総収入金額に算入する

こととなっている。

この不動産所得に関して、徴収不足になっている事態が 35事項 64,214,300円あっ

た。その主な内容は次のとおりである。

a 総収入金額から差し引く減価償却費等の必要経費の額を誤って過大としているの

に、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のままとしていた。

b 収入及び経費に消費税等を含めて経理している場合の消費税等の還付金を総収入

金額に算入していないのに、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のま

まとしていた。

� 事業所得に関するもの

個人が事業を営む場合には、その総収入金額から必要経費を差し引いた金額を事業

所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。そして、医師、ホ

ステス等の自由職業も事業とされている。また、事業所得の計算上、青色申告書を提

出する中小企業者
（注 1）

が機械等
（注 2）

を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の 100分

の 30相当額を特別償却費として必要経費に算入できることとなっている。

（注 1） 中小企業者 常時使用する従業員の数が 1,000人以下の個人

（注 2） 機械等 一定の機械装置、事務処理の能率化等に資する器具備品（電子計算機等）、ソ

フトウエア、車両運搬具及び船舶

この事業所得に関して、徴収不足になっている事態が 22事項 74,677,000円あっ
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た。その内容は次のとおりである。

a 特別償却の対象とならない医療機器について、特別償却費を計上するなど総収入

金額から差し引く必要経費の額を過大としているのに、これを見過ごしたため、事

業所得の金額を過小のままとしていた（後掲 181ページ参照）。

b 事業収入を総収入金額に算入していなかったり、自由職業での収入に係る事業所

得を申告していなかったりしているのに、これを見過ごしたり、課税資料の収集・

活用が的確でなかったりしたため、事業所得の金額を過小のままとしていたり、課

税していなかったりしていた。

＜事例 2＞ ホステス報酬に係る事業所得に対して課税していなかったもの

納税者 Bは、平成 14年分、16年分及び 17年分の 3年分について申告をして

いなかった。

しかし、同人はクラブでホステスをしており、当該クラブを経営する C会社

の法人税の申告書等によれば、同人はホステス報酬として 14年分 27,848,000

円、16年分 60,015,150円及び 17年分 119,429,493円の支払を受けている。そし

て、これらの額から各年分の必要経費として 8,039,550円、32,667,161円及び

61,033,344円を差し引いた 19,808,450円、27,347,989円及び 58,396,149円の申告

すべき事業所得があるのに、上記の申告書等の活用が的確でなくてこれらの事実

を把握していなかったなどのため、申告所得税額 1,652,000円、1,294,100円及び

16,241,100円、計 19,187,200円が徴収されていなかった。

� 譲渡所得に関するもの

個人が資産を譲渡した場合には、その総収入金額から譲渡した資産の取得費や譲渡

に要した費用の額等を差し引いた金額を譲渡所得として、他の各種所得と総合して課

税することとなっている。ただし、土地建物等の譲渡による所得については、他の所

得と分離して課税することとなっている。そして、個人が相続又は遺贈により取得し

た資産を一定の期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち所定の方法により計算し

た金額を、当該譲渡した資産に係る譲渡利益金額を超えない範囲で取得費に加算する

特例を適用できることとなっている。また、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡

した場合など、一定の土地の譲渡による所得に対しては、軽減された税率を適用する

こととなっている。

この譲渡所得に関して、徴収不足になっている事態が 18事項 30,425,100円、徴収

過大になっている事態が 1事項 503,700円あった。その主な内容は次のとおりであ

る。

a 取得費に加算できる相続税額を誤って過大としているのに、これを見過ごした

り、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、譲渡所得の金額を過小のま

まとしていた。

b 優良住宅地の造成等のための土地を譲渡した場合の所得に適用される軽減税率

を、優良住宅地の要件に該当しない土地に係る譲渡所得に適用するなど、税額の計

算に誤りがあるのに、これを見過ごしたため、税額を過小のままとしていた。

＜事例 3＞ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を誤っていたもの

納税者 Dは、平成 18年分の申告に当たり、相続により取得した土地の譲渡に
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対して、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用して、相続税額のうち所定

の方法により計算した金額 39,299,384円を譲渡した土地の取得費に加算してい

た。そして、同人は譲渡価額からその取得費等を差し引いて、譲渡所得の金額を

2,399,278円としていた。

しかし、同人は 17年分の申告に当たっても、相続により取得した土地の譲渡

に対して上記の特例を適用しており、取得費に加算できる相続税額の全額が同年

分の譲渡所得の計算において取得費に加算されることから、18年分の譲渡所得

の計算において取得費に加算できる相続税額はない。したがって、これにより計

算すると、譲渡所得の金額は 41,698,662円となるのに、これを見過ごしたため、

申告所得税額 5,894,900円が徴収不足になっていた。

� その他に関するもの

上記�から�のほか、所得税額の特別控除（後掲 181ページ参照）等に関して、徴収

不足になっている事態が 14事項 16,787,400円あった。

ウ 法人税に関するもの

法人税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが 125事項あった。この内訳

は、法人税額の特別控除に関するもの 58事項、同族会社の留保金に関するもの 45事

項、減価償却費の計算に関するもの 7事項及びその他に関するもの 15事項である。

� 法人税額の特別控除に関するもの

法人税額から一定の金額を控除する各種の特別控除が設けられている。このうち、

中小企業者等
（注 3）

が機械等
（注 2）

を取得又は賃借（賃借期間が 5年以上であり、かつ、その期間

が当該減価償却資産の耐用年数を超えないものに限る。）して事業の用に供した場合に

は、その最初の事業年度において、当該事業年度の法人税額の 100分の 20相当額を

限度として、取得価額（若しくは賃借費用の総額の 100分の 60相当額）の 100分の 7

相当額を法人税額から控除できることとなっている。

（注 3） 中小企業者等 青色申告書を提出する法人で次のいずれかに該当するものをいう。�

資本金の額若しくは出資金の額が 1億円以下の法人（取得の場合、税額控除が適用

できるのは、資本金の額若しくは出資金の額が 3千万円以下の法人）、�資本若し

くは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人、�農業

協同組合、中小企業等協同組合等

また、青色申告書を提出する法人に損金の額に算入した試験研究費がある場合に

は、当該事業年度の法人税額の 100分の 20相当額を限度として、試験研究費に一定

の割合を乗じた金額（以下「税額控除限度額」という。）を法人税額から控除できること

となっている。そして、当該事業年度において控除できなかった税額控除限度額があ

るときには、翌事業年度の試験研究費の額が当該事業年度の試験研究費の額を超える

場合において、翌事業年度に繰り越して控除できることとなっている。

この法人税額の特別控除に関して、徴収不足になっている事態が 58事項

110,914,900円あった。その主な内容は次のとおりである。

a 特別控除の対象とはならない賃借期間が耐用年数を超えている機械等について、

誤って控除しているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でな

かったりしたため、法人税額を過小のままとしていた。
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b 試験研究費の額が前事業年度の試験研究費の額を超えていない事業年度におい

て、前事業年度から繰り越した税額控除限度額を誤って控除しているのに、これを

見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、法人税額を過小

のままとしていた。

c 特別控除の対象となる機械等に該当しない医療機器について、誤って控除してい

るのに、これを見過ごしたため、法人税額を過小のままとしていた（後掲 181ペー

ジ参照）。

＜事例 4＞ 試験研究費に係る法人税額の特別控除の規定の適用を誤っていたも

の

E会社は、平成 18年 4月から 19年 3月までの事業年度分の申告に当たり、試

験研究費に係る法人税額の特別控除の規定を適用して、同事業年度の税額控除限

度額 17,726,467円及び前事業年度から繰り越した 15,067,588円のうちの

9,427,973円の合計額 27,154,440円が同事業年度の法人税額の 100分の 20を超え

ないとして、同金額を法人税額から控除していた。

しかし、同会社の申告書等によれば、同事業年度の試験研究費の額は、前事業

年度の試験研究費の額を超えていないことから、前事業年度から繰り越した

9,427,973円については上記特別控除の規定を適用できず、同事業年度の法人税

額から誤って控除しているのに、これを見過ごしたため、法人税額 9,428,000円

が徴収不足になっていた。

� 同族会社の留保金に関するもの

3人以下の株主等（株主等に同族会社でない法人がある場合はその法人を除く。）並

びにこれらと特殊の関係にある個人及び法人が発行済株式総数又は出資金額の 100分

の 50を超える株式数又は出資金額を有している同族会社（以下「特定の同族会社
（注 4）

」とい

う。）については、通常の法人税のほか、利益のうち社内に留保した金額が一定の金額

を超える場合には、その超える部分の金額（以下「課税留保金額」という。）に対して特

別税率
（注 5）

の法人税を課することとなっている。

（注 4） 特定の同族会社 平成 18年 4月 1日以後開始事業年度分については、 1人の株主等

並びにこれと特殊の関係にある個人及び法人が発行済株式総数又は出資金額の 100

分の 50を超える株式数又は出資金額を有しているなどの同族会社（19年 4月 1日以

後開始事業年度分については資本金又は出資金の額が 1億円以下であるものを除

く。）をいう。

（注 5） 特別税率 課税留保金額が年 3000万円以下の部分については 100分の 10、年 3000万

円を超え 1億円以下の部分については 100分の 15、年 1 億円を超える部分につい

ては 100分の 20

この同族会社の留保金に関して、徴収不足になっている事態が 45事項 108,486,900

円あった。その主な内容は、特定の同族会社に該当して課税留保金額が算出されるの

に、これを見過ごしたため、特別税率の法人税を課していなかったものである。

なお、上記の 45事項には、18年 4月 1日以後開始事業年度分について、 1人の株

主及びこれと特殊の関係にある個人が発行済株式総数の 100分の 50を超える株式数

を有している同族会社に対して、特別税率の法人税を課していなかったものが 1事項
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含まれている。

� 減価償却費の計算に関するもの

法人がその有する減価償却資産につき償却費として経理をした金額のうち、その法

人が当該資産について定められた償却の方法に基づき当該資産の耐用年数等に応じて

計算した金額に達するまでの金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されるこ

ととなっている。そして、10年 4月 1日以後に取得した建物についての償却の方法

は定額法で行うこととなっている。また、中小企業者等が機械等を取得して事業の用

に供した場合には、取得価額の 100分の 30相当額を特別償却費として損金の額に算

入することができることとなっている。

この減価償却費の計算に関して、徴収不足になっている事態が 7事項 41,295,200円

あった。その主な内容は、法人が 10年 4月 1日以後に取得した建物の償却の方法を

誤っていたり、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の規定の適用を誤っ

ていたりして、償却費を過大に計上しているのに、これを見過ごしたため、損金算入

額を過大のままとしていたものである（後掲 181ページ参照）。

＜事例 5＞ 建物の減価償却費の計算において償却の方法を誤っていたもの

F会社は、平成 15年 4月から 17年 3月までの 2事業年度分の申告に当たり、事

業の用に供している建物について、定率法に基づき計算した減価償却費 16年 3月

期 84,350,151円及び 17年 3月期 78,613,125円を損金に算入していた。

しかし、申告書等によれば、当該建物は 13年 3月及び 4月に取得したものであ

り、減価償却費の計算は定額法に基づき行わなければならない。したがって、取得

直後の償却費が定率法に比べて少額となる定額法により計算すると減価償却費は

16年 3月期 40,260,655円及び 17年 3月期 40,231,007円となり、損金に算入した額

がそれぞれ 44,089,496円及び 38,382,118円過大となっているのに、これを見過ごし

たため、法人税額 15,024,400円及び 10,066,800円、計 25,091,200円が徴収不足に

なっていた。

� その他に関するもの

上記�から�のほか、受取配当等の益金不算入、固定資産の取得価額等に関して、
徴収不足になっている事態が 14事項 22,643,100円、徴収過大になっている事態が 1

事項 1,036,158円あった。

エ 相続税・贈与税に関するもの

相続税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが 11事項あった。この内訳

は、相続税額の加算に関するもの 4事項、土地建物等の価額に関するもの 3事項及びそ

の他に関するもの 4事項である。

� 相続税額の加算に関するもの

個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その取得した財産に対して相

続税を課することとなっている。そして、財産を取得した者が被相続人の一親等の血

族及び配偶者以外の者である場合には、所定の方法により算出した金額にその 100分

の 20に相当する金額を加算するなどした金額をその者の相続税額とすることとなっ

ている。

この相続税額の加算に関して、徴収不足になっている事態が 4事項 11,355,200円
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めい

あった。その主な内容は、相続により財産を取得した者が当該被相続人の姪で一親等

の血族ではないため相続税額の加算の必要があるのに、これを見過ごしたため、相続

税額を過小のままとしていたものである。

� 土地建物等の価額に関するもの

個人が相続又は遺贈により取得した土地建物等の価額については、路線価、固定資

産税評価額等を基にして計算することとなっている。そして、被相続人又は被相続人

と生計を一にしていた親族が事業の用に供していた宅地等のうち用途区分に応じて所

定の方法により計算した一定の面積までの部分（以下「限度面積」という。）について

は、小規模宅地等として、次に掲げる区分に応じて、土地等の価額にその割合を乗じ

た額を減額できることとなっている。

a 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業（不動産貸付業等は除

く。）の用に供していた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した者のう

ちに、申告期限まで事業を継続しているなどの要件に該当する親族がいる場合の宅

地等（以下「特定事業用宅地等」という。）などに該当するもの

限度面積 400� 減額割合 100分の 80

b 特定事業用宅地等などに該当しない宅地等

限度面積 200� 減額割合 100分の 50

この土地建物等の価額に関して、徴収不足になっている事態が 3事項 11,182,500円

あった。その主な内容は、相続人が相続により取得した土地の価額の計算において、

特定事業用宅地等などに該当しない小規模宅地等について減額割合を誤って 100分の

80としているのに、これを見過ごしたため、土地の価額を過小のままとしていたも

のである。

＜事例 6＞ 小規模宅地等の特例の適用を誤っていたもの

納税者 Gは、平成 17年 8月相続分の申告に当たり、相続により取得した土地の

うち、400�について特定事業用宅地等に該当するとして小規模宅地等の特例を適
用して、その土地の価額から 100分の 80に相当する金額 29,022,400円を減額して

いた。

しかし、申告書等によれば、特定事業用宅地等としていた 400�は、不動産貸付
業の用に供されているため特定事業用宅地等には該当せず、減額割合は 100分の

50で減額される面積も 200�が限度となる。したがって、小規模宅地等の特例を適
用して土地の価額から減額される金額は 9,069,500円となり、その他貸家等の評価

誤り分 3,500,138円を含め課税価格が 23,453,038円過小となっているのに、これを

見過ごしたため、相続税額 5,695,000円が徴収不足になっていた。

� その他に関するもの

上記�、�のほか、法定相続割合等に関して、徴収不足になっている事態が 1事項

834,100円、徴収過大になっている事態が 3事項 1,999,900円あった。

オ 消費税に関するもの

消費税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが 19事項あった。この内訳

は、課税売上高の計上に関するもの 8事項、納税義務の免除に関するもの 5事項及びそ

の他に関するもの 6事項である。
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� 課税売上高の計上に関するもの

事業者は、課税の対象となる国内において行った資産の譲渡及び貸付け並びに請負

等の役務の提供に係る収入金額を課税売上高に計上することとなっており、資産と負

債を一括して引き渡す負担付き贈与による資産の譲渡も課税の対象に含めることと

なっている。

この課税売上高の計上に関して、徴収不足になっている事態が 8事項 28,234,700円

あった。その内容は、事業者が建物等を譲渡しているのに、これを見過ごしたため、

課税売上高を過小のままとしていたものである。

� 納税義務の免除に関するもの

基準期間（個人事業者は課税期間
（注 6）

の前々年、法人は課税期間の前々事業年度）におけ

る課税売上高が 1000万円以下の事業者は、課税期間の課税売上げについて納税義務

が免除されることとなっている。

（注 6） 課税期間 納付する消費税額の計算の基礎となる期間で、原則として個人事業者は暦

年、法人は事業年度

この納税義務の免除に関して、徴収不足になっている事態が 5事項 66,420,700円

あった。その内容は、基準期間の課税売上高が 1000万円を超えていて納税義務が免

除されないため申告の必要があるのに、これを見過ごしたため、消費税を課していな

かったものである。

＜事例 7＞ 課税の対象となる負担付き贈与による資産の譲渡等があるのに消費税

を課していなかったもの

納税者 Hは、平成 18年 1月から 12月までの課税期間分の消費税の申告をして

いなかった。

しかし、同人の申告所得税の申告書に添付された書類等によれば、同人は 18年

1月 1日付けで同人の子に事業を承継して、資産と負債を一括して引き渡す負担付

き贈与を行っているが、このうち建物等の贈与については課税の対象となる資産の

譲渡に該当して、そのほかの課税の対象となる資産の譲渡等と合わせると同人の課

税売上高は、1,552,515,853円となる。そして、上記の課税期間に係る基準期間の課

税売上高は 93,580,432円であり、これは 1000万円を超えていて納税義務は免除さ

れない。したがって、上記の課税期間分について申告の必要があるのに、これを見

過ごしたため、消費税を課しておらず、消費税額 62,100,600円が徴収されていな

かった。

� その他に関するもの

上記�、�のほか、課税仕入れに係る消費税額の控除に関して、徴収不足になって
いる事態が 5事項 26,904,031円、徴収過大になっている事態が 1事項 3,235,413円

あった。

これらの徴収不足額及び徴収過大額を国税局別に示すと次のとおりである。
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国税局 税務署

源泉所得税 申告所得税 法 人 税 相 続 税
贈 与 税 消 費 税 計

������������������������������������������������������
事
項
数

徴収不足
徴収過大
（�）

事
項
数

徴収不足
徴収過大
（�）

事
項
数

徴収不足
徴収過大
（�）

事
項
数

徴収不足
徴収過大
（�）

事
項
数

徴収不足
徴収過大
（�）

事
項
数

徴収不足
徴収過大
（�）

千円 千円 千円 千円 千円 千円
札幌国
税局

札幌中
等 7

5 4,809 4 4,876 1 761 10 10,447

仙台国
税局

五所川
原等 8

7 4,665 5 7,853 1
1

1,292
� 3,235

13
1

13,811
� 3,235

関東信
越国税
局

宇都宮
等15

16 27,884 12 26,366 1 5,695 3 21,132 32 81,079

東京国
税局

市川
等 39

6 50,309 31
1

81,062
� 503

54
1

147,058
� 1,036

4
3

15,801
� 1,999

6 23,621 101
5

317,853
� 3,539

金沢国
税局

金沢
等 4

2 2,912 4 7,484 2 1,196 1 838 9 12,431

名古屋
国税局

岐阜南
等13

8 17,815 16 28,468 2 2,568 26 48,852

大阪国
税局

近江八
幡等19

13 35,773 18 44,025 1 679 3 9,243 35 89,721

広島国
税局

鳥取
等 3

1 3,311 2 3,142 3 6,453

高松国
税局

松山
等 2

2 2,281 2 2,281

福岡国
税局

博多
等 3

1 1,203 2 1,664 1 62,100 4 64,969

熊本国
税局

熊本西
等 5

1 6,370 5 6,665 5 10,117 11 23,152

計 118 7 56,679 89 186,103 124 283,340 8 23,371 18
1

121,559
� 3,235

246 671,054
税務署 1 � 503 1 � 1,036 3 � 1,999 6 � 6,775

（31） 相続税等の還付に当たり、還付金に係る支払事務処理が著しく適切を欠いたため、支

払う必要のない還付加算金を支払う結果となり損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）還付金

（項）各税還付金

部 局 等 足立税務署

還付加算金の内
容

相続税等の還付に当たり、法定の起算日から支払決定日までの期間に

応じて還付金の額に所定の率を乗じて計算した金額を加算するもの

還付加算金の支
払額

5,653,200円（平成 19年度）

不当と認める還
付加算金の額

5,145,100円（平成 19年度）

1 還付加算金の概要等

� 還付加算金の概要

税務署は、申告書等に基づき納税者が納付した金額が、確定した納付すべき税額より過

大である場合には、過大に納付された金額を国税通則法（昭和 37年法律第 66号）に基づき遅

滞なく納税者に還付する（以下、この金額を「還付金」という。）こととなっている。そし

て、還付金を還付する場合には、更正処分
（注）

又は賦課決定処分が行われたものについては、

国税の納付があった日の翌日から還付のための支払決定の日までの期間の日数に応じて、
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還付金の金額に所定の率を乗じて計算した金額（以下「還付加算金」という。）を加算して支

払うこととなっている。

（注） 更正処分 申告書に記載された税額等が税務署長等の調査したところと異なるときなど

に税務署長により行われる税額等を確定する処分

� 異議申立てに対する決定があった場合における還付金に係る支払事務処理

税務署長による更正処分又は賦課決定処分に不服のある納税者は、税務署長に対して異

議申立てができることとなっている。相続税に係る更正処分等に対する異議申立てについ

ての審理事務は、税務署の資産税部門の異議審理事務の担当者（以下「担当者」という。）が

行うこととなっている。そして、異議申立てに対する税務署長の決定（以下「異議決定」と

いう。）により還付金の支払が必要となるときは、次のような手順で還付金を支払うことと

なっている。

� 担当者は、異議決定書（処分用）及び各納税者の還付金の額を記載した徴収決定集計票

（管理部門用）（以下「集計票」という。）を作成して、徴収部門に回付する。

� 徴収部門は、上記の異議決定書（処分用）が回付されると未納付の国税の有無を確認し

て、集計票を管理部門に回付する。

� 管理部門は、回付を受けた集計票に基づき、遅滞なく還付金を支払う。

� 足立税務署における還付金の支払

足立税務署は、被相続人の配偶者及びその子等（以下「相続人」という。）から、平成 15年

5月 21日に相続税の申告書、16年 1月 13日に修正申告書の提出をそれぞれ受けた。そ

して、修正申告の内容になお誤りがあるとして、足立税務署長は、同年 2月 26日に相続

税を増額する更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った。

これに対して、相続人は相続税及び重加算税を同年 4月 1日（延滞税は同月 30日）に納

付するとともに、同月 20日に同税務署長に対して異議申立てを行った。

同税務署長は、この異議申立てについて審理した結果、上記の更正処分等の一部を取り

消す旨の異議決定を同年 7月 9日に行った。この異議決定により、同税務署は相続人のう

ち一部の者に対して、相続税、重加算税及び延滞税（以下「相続税等」という。）計

38,433,400円を還付することとなった。

そして、その後 19年 9月 28日に相続人から相続税等の還付を受けていない旨の問い合

わせがあり、同税務署で調査したところ、相続税等を還付していない事実が判明した。こ

のため、同税務署は、同年 10月 12日に、上記の還付すべき相続税等に、相続人が相続税

等を納付した日の翌日である 16年 4月 2日又は 5月 1日から 19年 10月 12日までの期間

の日数に応じて計算した還付加算金 5,653,200円を加算して支払った。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、還付金に係る支払事務処理が適切に行われたかなどに着

眼して、足立税務署における上記還付金の支払について異議決定関係の書類等により会計

実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、本件還付金に係る支払事務処理において、次のような適切とは認めら

れない事態が見受けられた。
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すなわち、担当者は 16年 7月 9日の異議決定に基づき異議決定書（処分用）を作成して

徴収部門に回付していたものの集計票を作成していなかった。このため、徴収部門から回

付される集計票に基づいて還付を行うこととなっている管理部門は、相続人に対して相続

税等を還付することができなかった。その後、異議決定がなされた 16年 7月 9日から相

続人から問い合わせのあった 19年 9月 28日までの 3年 3か月間にわたり、本件還付金に

係る支払事務処理は、行われないままとなっていた。

そして、集計票が作成されていれば、相続人に対する相続税等の還付は、本件異議決定

後の同税務署における最初の還付金支払日である 16年 7月 27日に行うことができたと認

められる。この場合、還付加算金の額は 508,100円となり、同月 28日以降の期間に係る

還付加算金 5,145,100円は支払う必要のなかったもので、これを支払う結果となり損害が

生じたことは不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同税務署において、異議決定を行っていながら集計

票を作成しておらず、本件還付金に係る支払事務処理が著しく適切を欠いたことなどによ

ると認められる。

物 件

（32） 特別弔慰金国庫債券の証券の調達に当たり、請求受理件数の実績等を考慮しなかった

などのため、適切でない調達枚数となっているもの

会計名及び科目 国債整理基金特別会計 （項）国債整理基金支出

部 局 等 財務本省

契 約 名 国債証券の製造に関する請負契約

契 約 の 概 要 第八回特別弔慰金国庫債券の証券の調達

契約の相手方 独立行政法人国立印刷局

契 約 平成 19年 4月 随意契約 （単価契約）

調 達 枚 数 平成 19年 8月 400,000枚

支 払 額 199,600,000円（平成 19年度）

適切でない調達
枚数

400,000枚（平成 19年度）

上記に係る支払
額

199,600,000円

1 契約の概要

財務省は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和 40年法律第 100号。以下「法」と

いう。）等に基づき発行する「第八回特別弔慰金国庫債券」（額面金額 40万円、償還期間 10

年。以下「八弔国債」という。）の交付等に関する事務を行っている。そして、同省は、八弔国

債の証券の調達に関して、平成 17年度から 19年度までの各年度にそれぞれ、独立行政法人

国立印刷局（以下「印刷局」という。）と、いずれも証券 1枚当たり 499円の単価契約により製

造請負契約を締結している。
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この八弔国債は、17年 4月 1日から 20年 3月末日までの間に戦没者等の遺族等が行った

請求に基づき、都道府県知事等が基準日である 17年 4月 1日において法に定める受給要件

を満たすと裁定した者に対して交付されるものである。

前記の製造請負契約に基づき、同省は、17年度は 17年 6月に一括して 594,300枚、18年

度は 18年 6月に 500,000枚及び 19年 1月に 205,700枚、19年度は 19年 8月に一括して

400,000枚の証券の製造を発注して、計 1,700,000枚の証券を調達している。そして、この

1,700,000枚の証券をすべて日本銀行本店に納入させていて、印刷局に対して、17年度は

296,555,700円、18年度は 352,144,300円、19年度は 199,600,000円、計 848,300,000円を支

払っている。

なお、この証券は、八弔国債の名称や額面金額等が印刷されて、ミシン目が加工されてい

るなどのために、八弔国債以外の国債の証券等に転用できないものとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、経済性等の観点から、八弔国債の証券の調達が適切かなどに着眼して、財務本

省、厚生労働本省及び日本銀行本店において、前記の印刷局との製造請負契約に基づいて

財務省が 17年度から 19年度までの間に行った八弔国債の証券の調達を対象として、証券

の受払状況に係る報告書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

すなわち、八弔国債の証券の交付が開始された 17年 11月以降に、実際に戦没者等の遺

族等に交付されるなどした証券は 20年 6月の会計実地検査の時点において 1,202,029枚と

なっていて、前記の調達枚数計 1,700,000枚との差 497,971枚が日本銀行本店に在庫とし

て保管されていた。そして、八弔国債の証券は、同年 3月末までに請求が行われたが未交

付のものなどに対しては引き続き交付されるものが残るが、新たな請求が行われることは

ない。

また、財務省が調達枚数を計 1,700,000枚とした根拠についてみると、八弔国債の発

行のために法が改正された 16年度に、厚生労働省が八弔国債の対象件数の予定を 17

年度分 397,500件、18年度分 715,500件、19年度分 397,500件、20年度分 79,500件、計

1,590,000件と見積もった件数（以下「交付見込件数」という。）を用いて次のとおり算定した

ものであった。

すなわち、

� 17年度は、交付見込件数の 17年度分に 18年度分のうち 2か月分を加えた 516,750件

を 15％増しした 594,300枚を調達枚数とした。

� 18年度は、17、18両年度分の交付見込件数の合計件数を 15％増しした 1,300,000枚

から、�の 17年度の調達枚数 594,300枚を差し引いた 705,700枚を調達枚数とした。

� 19年度は、17年度分から 19年度分までの交付見込件数の合計件数を 14％増しした

1,700,000枚から、�及び�の 17、18両年度の調達枚数計 1,300,000枚を差し引いた

400,000枚を調達枚数とした。
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一方、厚生労働省は毎月、都道府県が市町村等を通じて戦没者等の遺族等から受理した

八弔国債に係る請求件数の実績を把握しており、財務省は厚生労働省から当該請求受理件

数の実績を入手して、証券の調達枚数の決定に当たり、これを考慮することが可能な状況

となっていた。そして、財務省が 19年度に製造を発注した 19年 8月時点における上記の

請求受理件数の実績は 1,121,667件にとどまっていた。しかし、同省はこれを入手してお

らず、調達に当たってこれを考慮しなかったために、同月における調達済の証券が既に

1,300,000枚となっていたにもかかわらず、前記のとおり 400,000枚を調達していた。

このように八弔国債は、交付対象となる遺族等の人数をあらかじめ特定し難い面がある

ことから発行当初においては交付見込件数を用いて調達枚数を定める必要があったとして

も、19年度においては請求受理件数の実績等を考慮して、必要以上の在庫を保有しない

ように調達枚数を的確に決定するとともに、調達に当たっては段階的に発注する必要が

あったと認められる。

したがって、19年度に、証券の調達枚数を 400,000枚と決定してこれを一括して発注し

たことは適切ではなく、これに係る支払額 199,600,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、財務省において、調達枚数の算定方法を 17年度か

ら 19年度まで見直すことなく、交付見込件数のみにより決定する方法を続けていたこと

などによると認められる。

不 正 行 為

（33）―

（36）
職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）還付金

（項）各税還付金

部 局 等 8税務署（職員 4人）

不正行為期間 平成 5年 7月～19年 6月

損害金の種類 還付金

損 害 額 343,116,142円

本院は、 8税務署における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に基づく財務

大臣からの報告及び予算執行職員等の責任に関する法律（昭和 25年法律第 172号）第 4条第 4

項の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、東京、大阪、福岡各国税局及び 8税

務署において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼し

て会計実地検査を行った。

上記の不正行為により損害が生じたものは 4件（同一人が複数の税務署において損害を与

えたものがあるため、件数と税務署数は符合しない。）、損害額で 343,116,142円あり、いず

れも不当と認められる。
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これらについては、平成 20年 9月末現在でいずれも損害の補てんが終わっていない（うち

補てん済みの額 49,493,204円）。

この 4件を示すと、次のとおりである。

部 局 等 不 正 行 為 期 間 損 害 額
年 月 円

（33） 雪 谷 税 務 署
大 和 税 務 署

18.14から
19.16まで

3,602,003

本件は、上記の両部局において、財務事務官郡某が、国税資金支払命令官等の補助

者として国税の還付事務に従事中、国税の各種事務を処理するシステムの端末機を不

正に使用することにより、自己名義の預金口座を振込先とする架空の還付金データを

入力して、虚偽の還付金の支払決議書等を作成するなどして当該口座に振り込ませ

て、還付金計 3,602,003円を領得したものである。

なお、本件損害額は、平成 20年 9月末現在で補てんが全くされていない。

（34） 東村山税務署
小田原税務署
甲 府 税 務 署

15.17から
17.16まで

17,459,581

本件は、上記の各部局において、財務事務官（平成 13年 1月 5日以前は大蔵事務

官）横山某が、国税資金支払命令官の補助者等として国税の還付事務に従事中、国税

の各種事務を処理するシステムの端末機を不正に使用することにより、自己名義の預

金口座を振込先とする架空の還付金データを入力して、虚偽の還付金の支払決議書等

を作成するなどして当該口座に振り込ませて、還付金計 17,459,581円を領得したもの

である。

なお、本件損害額は、20年 9月末現在で補てんが全くされていない。

（35） 左 京 税 務 署
中 京 税 務 署

11.18から
19.14まで

314,432,344

本件は、上記の両部局において、財務事務官（平成 13年 1月 5日以前は大蔵事務

官）山本某が、国税資金支払命令官の代行機関の補助者等として国税の還付事務に従

事中、国税の各種事務を処理するシステムの端末機を不正に使用することにより、実

在する法人を支払先とする郵便局払の架空の還付金データを入力して、虚偽の還付金

の支払決議書等を作成するなどした上で、郵便局で当該法人の代表者を装い還付金の

支払を受けて、還付金計 314,432,344円を領得したものである。

なお、本件損害額については、20年 9月末までに 43,807,553円が同人から返納さ

れている。

（36） 大牟田税務署 19.16 7,622,214

本件は、上記の部局において、財務事務官今道某が、国税資金支払命令官の補助者

として国税の還付事務に従事中、国税の各種事務を処理するシステムの端末機を不正

に使用することにより、自己名義の預金口座を振込先とする架空の還付金データを入

力して、虚偽の還付金の支払決議書等を作成するなどして当該口座に振り込ませて、

還付金計 7,622,214円を領得したものである。

なお、本件損害額については、平成 20年 9月末までに 5,685,651円が同人から返納

されている。

（33）―（36）の計 4件 343,116,142
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なお、国税庁は、平成 18年度決算検査報告に掲記した柏、麻布両税務署における不正行

為が発覚した後の 19年 2月に、全国の 12国税局等に対して還付事務の適正化を図るための

指示文書を発するなどしたが、その後も行われていた雪谷、左京、大牟田各税務署における

不正行為を含む 8税務署における不正行為が発覚したことから、同年 12月に新たな適正化

を図るための指示文書を発したり、国税の各種事務を処理するシステムを改善したりするな

どの再発防止策を執っている。

本院としては、国税庁における再発防止策の実施状況について引き続き注視していくこと

とする。

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 公務員宿舎整備事業の支払額の節減を図るため、割賦金利に係る消費税相当額が契約

金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの適宜の処置を要求したもの

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

会計名及び科目 一般会計 （組織）財務本省 （項）財務本省

平成 14、15、17各年度国庫債務負担行為

（組織）財務本省

（事項）民間資金等活用公務員宿舎整備等事業

（事項）金利の変動に伴う民間資金等活用公務

員宿舎整備等事業に係る限度額の増額

部 局 等 関東、東海、近畿各財務局

事 業 の 根 拠 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成 11年法律第 117号）

契 約 名 � 公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業

	 公務員宿舎駒沢住宅（仮称）整備事業


 公務員宿舎三宿第二住宅（仮称）整備事業

� 公務員宿舎仲田及び千種東住宅整備事業

� 公務員宿舎枚方住宅（仮称）整備事業

契 約 の 概 要 公務員宿舎の設計及び建設並びに維持管理業務

契約の相手方 � 株式会社リズミックヒルズ赤羽

	 PFI駒沢株式会社


 三宿 NEXT株式会社

� 株式会社グリーンパサージュ仲田・千種東

� PFI枚方住宅株式会社

契 約 � 平成 14年 12月 一般競争契約

	 平成 14年 12月 一般競争契約


 平成 15年 12月 一般競争契約

� 平成 15年 12月 一般競争契約

� 平成 16年 2月 一般競争契約
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契 約 額 � 64億 3476万余円（平成 14年度～23年度）

� 71億 1163万余円（平成 14年度～23年度）

� 38億 0575万余円（平成 15年度～24年度）

� 72億 4588万余円（平成 15年度～24年度）

� 40億 9774万余円（平成 15年度～24年度）

計 286億 9578万余円

上記のうち消費
税相当額

� 3億 0641万余円

� 3億 3864万余円

� 1億 8122万余円

� 3億 4504万余円

� 1億 9513万余円

計 13億 6646万余円

割高になってい
る契約額

� 1548万円

� 1285万円

� 1196万円

� 2729万円

� 1217万円

計 7977万円

【適宜の処置を要求したものの全文】

公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業等契約における消費税の取扱いについて

（平成 20年 10月 31日付け 財務大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求する。

記

1 事業の概要

� 公務員宿舎の整備事業

貴省は、低層な宿舎や老朽化した宿舎を廃止して集約・高層化を図り、国有財産の有効

活用及び宿舎の質的改善をするなどのために、公務員宿舎の建て替えを推進している。

公務員宿舎の建て替えに当たっては、貴省は、平成 14年度以降、財政負担の縮減並び

に民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図る観点から、PFI手法
（注 1）

を活用して、建

て替え、その後の維持管理等を行わせることとしている。そして、貴省 3財務局
（注 2）

は、14

年 4月から 15年 3月までに、 5整備事業
（注 3）

についてそれぞれ「民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117号）第 5条第 1項の規定に基づく

特定事業
（注 4）

の実施に関する方針を定めて、14年 6月から 15年 7月までに 5整備事業を同法

第 6条の規定に基づく特定事業（以下「PFI事業」という。）に選定した。

3財務局は、 5整備事業について、総合評価落札方式による一般競争入札を実施して、

総合評価の最も高かった企業グループを落札者と決定した。そして、各企業グループが 5

整備事業の実施を目的にそれぞれ設立した株式会社（以下「 5特別会社」という。）との間で

BTO方式
（注 5）

による PFI事業として事業契約を締結した。その後、事業契約が変更された
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り、更にその後、維持管理費相当分について物価変動による支払額の改定が行われたりし

て、 5整備事業の契約金額は、19年 10月までに、次表のとおり合わせて 286億 9578万

余円となっている。

そして、 5特別会社は、事業契約に基づき次表のとおり 5整備事業による公務員宿舎の

建設工事をしゅん工して施設を 3財務局に引き渡しており、各公務員宿舎は 3財務局が所

管する国有財産となっている。

5整備事業の事業契約によると、 5特別会社は、公務員宿舎の設計及び建設、施設の国

への譲渡、譲渡後の維持管理等を行うこととされている。そして、契約金額は建設費相当

分及び維持管理費相当分から成っており、このうち建設費相当分については年 1回（ 2

月～ 5月）の元利均等払いによる割賦方式により、また、維持管理費相当分については年

2回（10月又は 11月及び翌年 4月）の平準化した金額により、次表に示した期間に、それ

ぞれ 3財務局が 5特別会社に支払うこととされている。 3財務局は 16年度から 20年 9月

までに計 154億 4973万余円を 5特別会社に支払っている。

表 5整備事業の概要

財 務 局 名 関東

事 業 名 赤羽住宅 駒沢住宅 三宿第二住宅

契約の相手方 株式会社リズミックヒルズ
赤羽 PFI駒沢株式会社 三宿 NEXT株式会社

宿 舎 建 物 4～14階建て 1棟・425戸 8～15階建て 4棟・544戸 7～11階建て 6棟・284戸

実施方針公表日 平成 14年 4月 26日 平成 14年 4月 26日 平成 15年 3月 26日

特定事業の選定 平成 14年 6月 7日 平成 14年 6月 7日 平成 15年 5月 8日

契 約 日 平成 14年 12月 20日 平成 14年 12月 26日 平成 15年 12月 11日

しゅん工時期 平成 17年 1月 20日 平成 18年 2月 20日 平成 18年 1月 21日

契 約 期 間 平成 14年 12月 20日～
24年 3月 31日

平成 14年 12月 26日～
24年 3月 31日

平成 15年 12月 11日～
25年 3月 31日

支 払 期 間 平成 17年 2月～23年度 平成 18年 3月～23年度 平成 18年 2月～24年度

契約金額（税抜き）
（千円） （千円） （千円）

6,128,345 6,772,981 3,624,531

消 費 税 相 当 額 306,417 338,649 181,226

契約金額（税込み） 6,434,762 7,111,630 3,805,758

契約金額のうち建設費相
当分（税込み）a=b+c 6,257,220 6,948,993 3,672,304

割賦元本分（税込み）b 5,932,092 6,678,988 3,421,083

割賦金利分（税込み）c 325,128 270,004 251,220

上記のうち消費税相
当額 15,482 12,857 11,962

契約金額のうち維持管理
費相当分（税込み） 177,542 162,637 133,453
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財 務 局 名 東海 近畿 合計

事 業 名 仲田・千種東住宅 枚方住宅

契約の相手方 株式会社グリーンパサージュ
仲田・千種東 PFI枚方住宅株式会社

宿 舎 建 物 仲田 8～10階建て 4棟・264戸
千種東 7階建て 4棟・237戸 5～10階建て 2棟・473戸

実施方針公表日 平成 15年 2月 7日 平成 15年 3月 14日

特定事業の選定 平成 15年 5月 9日 平成 15年 7月 25日

契 約 日 平成 15年 12月 11日 平成 16年 2月 26日

しゅん工時期 平成 17年 12月 20日 平成 18年 2月 28日

契 約 期 間 平成 15年 12月 11日～
25年 3月 31日

平成 16年 2月 26日～
25年 3月 31日

支 払 期 間 平成 18年 3月～24年度 平成 18年 3月～24年度

契約金額（税抜き）
（千円） （千円） （千円）

6,900,844 3,902,619 27,329,323

消 費 税 相 当 額 345,042 195,130 1,366,466

契約金額（税込み） 7,245,887 4,097,749 28,695,789

契約金額のうち建設費相
当分（税込み）a=b+c 6,993,309 3,943,289 27,815,116

割賦元本分（税込み）b 6,420,106 3,687,516 26,139,786

割賦金利分（税込み）c 573,203 255,772 1,675,330

上記のうち消費税相
当額 27,295 12,179 79,777

契約金額のうち維持管理
費相当分（税込み） 252,577 154,460 880,672

（注 1） PFI手法 Private Finance Initiativeの略称。公共施設等の建設、維持管理、運営

等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法

（注 2） 3 財務局 関東、東海、近畿各財務局

（注 3） 5整備事業 公務員宿舎赤羽住宅（仮称）、公務員宿舎駒沢住宅（仮称）、公務員宿舎

三宿第二住宅（仮称）、公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅、公務員宿舎枚方住宅

（仮称）各整備事業

（注 4） 特定事業 公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの

（注 5） BTO方式 Build, Transfer and Operateの略称。民間事業者が施設を建設して、

施設完成直後に管理者等に所有権を移転した上で、民間事業者が維持・管理及び

運営を行う事業方式

� 割賦金利に係る消費税の取扱い

消費税法（昭和 63年法律第 108号）によれば、消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）の課

税対象は、国内において事業者が行った事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸

付け並びに役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）とされている。

そして、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法施行令（昭和 63年政令第

360号）第 10条第 3項第 10号に定める「資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る

金銭債権の額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけ

るその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約にお

いて明示されている部分を対価とする役務の提供」については、同法第 6条により、消費
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税を課さないとされている（以下、この規定に基づき消費税を課さないこととなる役務の

提供に係る対価を「課税されない利子等」という。）。

内閣府公表資料によると、国は、5整備事業と同様の BTO方式による PFI事業をこれ

らを含めてこれまでに 42事業（20年 5月 31日現在、実施方針公表済段階のもの）実施し

ている。そして、国の各機関が公表している事業契約書等によると、このうち 14年度に

PFI事業の実施方針を公表した 1事業及び 15年度以降に実施方針を公表した 35事業のす

べてにおいて、建設費等の割賦支払に伴う利子等は、課税されない利子等に該当するとし

て、これに係る消費税相当額は契約金額に含まれていない。

これに対して、 5整備事業では、事業契約において、サービス対価を一体として捉えて

いることなどから、その中に課税されない利子等に該当するものはなく、サービス対価の

総額に係る消費税相当額を契約金額に含める取扱いとしている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

PFI事業に係る建設費相当分の割賦支払に伴う利子等については、これが事業契約におい

て課税されない利子等に該当する場合は消費税は非課税となり、該当しない場合は消費税が

課されることとなる。近年、BTO方式による PFI事業においては、建設費相当分の割賦支

払に伴う利子等が課税されない利子等に該当するように事業契約を定めて、これに係る消費

税相当額を契約金額に含めない取扱いとなっている。こうしたことから、本院は、経済性等

の観点から、 5整備事業についても同様の取扱いとすることにより契約金額の節減が図れな

いかなどに着眼して、契約金額計 286億 9578万余円（うち消費税相当額 13億 6646万余円）

を対象に、 3財務局において、契約書、入札説明書等の関係書類により会計実地検査を行っ

た。

（検査の結果）

検査したところ、 3財務局は、19年 10月までに変更した 5整備事業の事業契約におい

て、サービス対価の総額 273億 2932万余円（消費税抜き）の全体に消費税が課されるとし

て、この金額に 100分の 5を乗じた 13億 6646万余円を消費税相当額として加えた 286億

9578万余円をもって契約金額としており、その内訳は、�建設費相当分 278億 1511万余円

及び�維持管理費相当分 8億 8067万余円となっている。

そして、上記のうち建設費相当分の契約上の取扱いは、次のとおりとなっている。

� 建設費相当分は、前記のとおり、それぞれの事業契約において、年 1回（ 2月～ 5月）元

利均等払いによる割賦方式により支払うこととされている。

� 建設費相当分には、施設設計及び整備費、工事監督費、建設期間中の資金調達に伴う金

利その他事業に伴う費用の総額である割賦元金 261億 3978万余円に加えて、この金額を

契約に定める回数の分割払で 5特別会社に支払うことから必要となる割賦金利を含むとさ

れている。

� 割賦金利の計算上の金額は、契約書に記載された建設費相当分から割賦元本分を差し引

いた 16億 7533万余円となり、その具体的な計算方法をみると、施設の引渡時期から年 1

回到来する各支払時期までの期間に対応する利子額となっている。しかし、契約書には割

賦金利の金額として明示されているものはない。
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また、 3財務局は、上記の割賦金利部分について、予算等において、次のとおり元本部分

と異なる取扱いとしている。

� 3財務局から 5特別会社への支払額は、歳出予算上、割賦元本は一般会計（項）公務員宿

舎施設費（目）不動産購入費又は特定国有財産整備特別会計（項）特定国有財産整備費（目）特

定施設整備費に、割賦金利は一般会計（項）財務本省（目）公共施設等維持管理運営費に区別

して計上されている。

� 5整備事業の公務員宿舎の国有財産価額の算定上も割賦元本のみを計上の対象として、

割賦金利については建設費に含まれないとして対象外としている。

これらのことからすれば、 3財務局が事業契約に基づいて 5特別会社に支払うこととされ

ている割賦金利 16億 7533万余円は、建設費相当分のうちの元本部分を分割して支払うこと

に伴い必要となる利子相当額と認められる。そして、割賦金利について消費税が課されてい

るのは、割賦金利の金額を契約書において明示しておらず、サービス対価の総額から割賦金

利を控除することなくその全体に 100分の 5を乗じた額を加えて契約金額としていることな

どによるものと認められる。

したがって、上記のような割賦金利の性格、支払実態等をみると、 3財務局が割賦金利を

課税されない利子等に該当するように契約内容を定めておらず、割賦金利に係る消費税相当

額を含めて契約金額を算定しているのは適切とは認められない。

上記により、 5整備事業において、割賦金利が課税されない利子等に該当するとしていれ

ば、契約金額は前記の計 286億 9578万余円が 286億 1601万余円となり、割賦金利に係る消

費税相当額 7977万余円が割高となっていると認められる。

（是正を必要とする事態）

上記のように、割賦金利が課税されない利子等に該当するとして事業契約を定めて、これ

により契約金額を算定していれば、割賦金利に係る消費税相当額を支払う必要はないのに、

割賦金利に係る消費税相当額を契約金額に含めて支払を継続している事態は適切でなく、経

済性を勘案して、是正を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、 5整備事業が国にとって初期の PFI事業であったと

いう事情はあるものの、貴省 3財務局において、契約金額を経済的に算定するための検討が

十分でなかったことなどによるものと認められる。

3 本院が要求する是正の処置

本件事業契約に係る建設費相当分は、事業期間が終了する 23年又は 24年まで支払を継続

することとなっており、現在の契約のままでは、契約金額に含まれている割賦金利に係る消

費税相当額を今後も引き続き支出することになる。

ついては、貴省 3財務局において、 5整備事業の支払額の節減を図るために、割賦金利等

課税されない利子等とする額を特定した上で、近年の PFI事業の事例における契約書その

他契約内容を十分参考に、速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が

契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの是正の処置を要求する。
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（ 2） 自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用が低調となっているため、サービ

スの運用方法等の改善を図るよう意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国税庁 （項）税務官署

部 局 等 国税庁

ワンストップ
サービスの概要

パソコンを用いて、インターネット上で一括して自動車保有関係手続

を行うことにより、新車の新規登録手続に係る利用者等の負担を軽減

させるとともに行政事務の効率化を図るもの

ワンストップ
サービスの開発
費の合計額

26億 7720万円 （平成 14年度～17年度）

上記のうち国税
庁負担額

1億 9727万円（背景金額）（平成 14年度～16年度）

【意見を表示したものの全文】

自動車保有関係手続のワンストップサービスの実施状況等について

（平成 20年 10月 31日付け 国税庁長官あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

（635ページの国土交通省の項に掲記）

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1） 医療機器は中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除の適用対

象資産に該当しないことを明確にすることにより、特別償却又は税額控除の適用が適

正なものとなるよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）歳入組入資金受入

（項）各税受入金

部 局 等 国税庁

課 税 の 根 拠 租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）

特別償却又は税
額控除制度の概
要

中小企業者等が取得して事業の用に供した一定の資産を対象として、

その取得価額の一定額等を特別償却又は税額控除するもの

上記制度の適用
が適正でなかっ
た納税者

38人

徴収不足となっ
ていた税額

1億 0460万円（平成 15年度～19年度）
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1 制度の概要

� 特別償却又は税額控除制度

国税庁は、所得税、法人税、消費税等の国税の賦課徴収事務を法律の規定するところに

より行っている。このうち、所得税及び法人税については、個人及び法人の所得に所得税

法（昭和 40年法律第 33号）又は法人税法（昭和 40年法律第 34号）に定める税率を乗じて算定す

ることとなっているが、租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号。以下「措置法」という。）等

において、特定の政策目的を達成するために税の軽減等を内容とする様々な特例が設けら

れている。

これらの特例のうち、中小企業者等
（注 1）

を対象としたものとして、中小企業者等が機械等を

取得した場合等の特別償却又は税額控除（以下「特別償却・税額控除制度」という。前掲

160ページの「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」参照）がある。この制

度は、中小企業の設備投資を促進することを図るための措置として平成 10年に設けられ

たもので、中小企業者等が、一定の資産を取得又は賃借して事業の用に供した場合には、

取得価額の 100分の 30相当額の特別償却又は取得価額（若しくは賃借費用の総額の 100分

の 60相当額）の 100分の 7相当額の税額控除の選択適用等を認めるというものである。

（注 1） 中小企業者等 青色申告書を提出する個人又は法人の別に次のとおりとされている。

� 個人にあっては、常時使用する従業員の数が 1,000人以下の個人

� 法人にあっては、�資本金の額若しくは出資金の額が 1億円以下の法人（取得

の場合、税額控除が適用できるのは、資本金の額若しくは出資金の額が 3000万

円以下の法人）、�資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員

の数が 1,000人以下の法人、�農業協同組合、中小企業等協同組合等

� 特別償却・税額控除制度の適用対象資産

特別償却・税額控除制度の適用の対象となる資産（以下「適用対象資産」という。）の種類

は、措置法において�機械及び装置並びに器具及び備品、�ソフトウエア、�車両及び運

搬具、�政令で定める海上運送業の用に供される船舶の資産となっている。

このうち、�の「機械及び装置並びに器具及び備品」は、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号。以下「省令」という。）により「機械及び装置」と「器具及

び備品」に区分されている。

そして、「器具及び備品」のうち、適用対象資産となるものは、事務処理の能率化等に資

するものに限るとされており、租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15号。以下

「規則」という。）において、電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機
（注 2）

と

規定されている。

（注 2） 電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機 平成 18年 3 月 31日以

前に取得等した場合の適用対象資産は、電子計算機、デジタル複写機、ファクシミ

リ、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイク

ロファイル設備、ICカード利用設備、冷房用又は暖房用機器

� 特別償却・税額控除制度の適用手続及び審査

特別償却・税額控除制度の適用を受けようとするとき、納税者は、所定の明細書に、適
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用対象資産の種類（以下、この種類を記載する欄を「種類欄」という。）、適用対象資産の具

体的名称（以下、この具体的名称を記載する欄を「名称欄」という。）、特別償却額又は控除

税額等を記載して申告書に添付しなければならないこととなっている。

そして、国税局等又は税務署（以下「税務署等」という。）は、提出された申告書及び明細

書の記載内容が適正なものであるかを審査することになっている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、特別償却・税額控除制度の適用は適正に行われているかな

どに着眼して、17年 12月から 20年 4月までの間に、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規

則第 3号）に基づき本院に提出された証拠書類等により検査するとともに、12国税局等及び

320税務署において会計実地検査を行った。その結果、適用対象資産に該当しないのに特別

償却・税額控除制度を適用して、誤って税の軽減が行われている事態を決算検査報告に掲記

している（平成 18年度決算検査報告 88ページ及び前掲 160ページを参照）。

そこで、上記のうち、適用対象資産に該当しない医療機器に特別償却・税額控除制度を適

用していた 32税務署
（注 3）

の納税者 38人に係る徴収不足となっていた申告所得税額及び法人税額

計 104,600,400円を対象として、合規性等の観点から、明細書に適用対象資産の種類、名称

等がどのように記載されているか、税務署等における明細書の審査状況は適切に行われてい

るかなどに着眼して、上記の証拠書類等及び会計実地検査時に収集した関係書類により検査

した。そして、適切でないと思われる事態については、更に国税庁に対して調査、報告及び

関係資料の提出を求めるなどして検査した。

（注 3） 32税務署 札幌北、札幌西、帯広、深川、五所川原、仙台北、仙台中、大館、郡山、

真岡、氏家、西川口、浦和、大宮、上尾、千葉東、市川、中野、王子、葛飾、江戸

川北、八王子、保土ヶ谷、小田原、富山、刈谷、近江八幡、水口、中京、明石、観

音寺、熊本西各税務署

（検査の結果）

検査したところ、上記の納税者 38人は、いずれも申告に当たり、医療機器は特別償却・

税額控除制度の適用対象には該当しないのに、明細書の名称欄に医療機器と思料される資産

の名称を記載して税の軽減を受けていた。また、明細書の種類欄には、医療機器は適用対象

となる「機械及び装置」ではなく、「器具及び備品」に区分されるのに、誤って「機械及び装置」

と記載したり、医療機器を適用対象となる事務処理の能率化等に資する電子計算機等に該当

するとして「器具及び備品」と記載していたりして、明細書の記載内容は適切なものとはなっ

ていなかった。

さらに、税務署等における審査状況について検査したところ、納税者が申告書を提出した

際、税務署等において、医療機器が適用対象とならないことについて理解や認識が不足して

いたり、明細書に記載されている適用対象資産についての審査が十分に行われていなかった

りして、誤ったままとしていた。

上記について、主な事例を示すと次のとおりである。
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＜事例＞

A税務署管内の医療法人 Bは、平成 17年 4月から 18年 3月までの事業年度分の申告

書において、中小企業者等が機械等を取得した場合等の税額控除の規定を適用して、種類

欄に「医療機械」、名称欄に「血管造影 X線診断装置」、「超音波診断装置」と記載した明細

書を添付して、これらの賃借費用の総額の 100分の 60相当額の 41,047,200円の 100分の

7相当額である 2,873,304円を控除税額として法人税額（22,015,891円）から控除してい

た。これに対して、同税務署においては、明細書の種類欄に「医療機械」と記載されていた

ことから、「機械及び装置」に該当すると誤認して、上記規定の適用対象資産として法人税

額 2,873,300円を軽減していた。

しかし、当該税額控除の対象とした血管造影 X線診断装置及び超音波診断装置は医療

機器であり、省令によれば、その種類は「器具及び備品」であるものの、規則で定める事務

処理の能率化等に資するものには該当しないことから上記の規定は適用できないもので

あった。

このように、税務署等において、特別償却・税額控除制度の適用対象資産についての審査

が十分でないなどのため、誤って税の軽減が行われて前記の 104,600,400円が徴収不足と

なっていた事態は適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、納税者の特別償却・税額控除制度についての理解や認

識が不足していたことにもよるが、税務署等において、医療機器が特別償却・税額控除制度

の対象とならないことについて理解や認識が不足していたこと、名称欄等に記載された適用

対象資産についての審査が十分に行われていなかったこと、また、国税庁及び税務署等にお

いて、適用対象資産について納税者等に対する周知が十分なものとなっていなかったことに

よると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国税庁は、19年 12月及び 20年 8月に、国税局等

に通知を発するなどして、特別償却・税額控除制度の適用が適正なものとなるよう、次のよ

うな処置を講じた。

ア 税務署等に対して、超音波診断装置等の医療機器の名称を例示して、これらのものが特

別償却・税額控除制度の対象とならないことについて、研修・会議等を通じて職員への周

知徹底を図るとともに、適用対象資産について十分に審査を行うことの周知徹底を図っ

た。

イ 医療機器は適用対象資産となる「機械及び装置」に該当しないこと、また「器具及び備品」

のうち規則で定める事務処理の能率化等に資するものではないため、適用対象資産には該

当しないことなどについて国税庁のホームページに掲載するとともに、税務署等におい

て、説明会等を通して納税者等に対する周知を十分に図ることとした。
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（ 2） 合同宿舎の駐車場について、貸与事務を適切に行うことにより、その使用料が適正に

徴収されるよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （部）雑収入 （款）国有財産利用収入

（項）国有財産貸付収入

部 局 等 3財務局、16財務事務所等

合同宿舎の駐車
場の貸与事務の
概要

合同宿舎の駐車場の貸与承認、使用料の徴収に関する事務等

使用料が徴収さ
れていなかった
駐車場区画数

87区画

徴 収 不 足 額 513万円（平成 14年度～20年度）

1 合同宿舎の維持管理業務の概要

� 合同宿舎の維持及び管理

国が国家公務員等に貸与する宿舎は、国家公務員宿舎法（昭和 24年法律第 117号）に基づ

き設置されており、同一の各省各庁に所属する職員のみに貸与する目的で設置される省庁

別宿舎と、複数の各省各庁に所属する職員に貸与する目的で設置される合同宿舎とに区分

されている。

このうち、合同宿舎の維持及び管理に関する業務（以下「維持管理業務」という。）は、財

務大臣が行うものとするとされている。そして、財務（支）局、財務事務所等（以下「財務局

等」という。）の長は、各管内に所在する合同宿舎について財務大臣からの委任を受けてこ

の業務を行っている。維持管理業務の内容は、宿舎の修繕及び貸与、被貸与者（宿舎の貸

与を受ける予定の者も含む。以下同じ。）の義務履行の監督、使用料の徴収に関する事務等

とされている。

� 合同宿舎に設置された自動車の保管場所の貸与事務

維持管理業務のうち、合同宿舎に設置された自動車の保管場所（平成 19年 9月 1日時点

の設置区画数 73,298区画。以下「駐車場」という。）の貸与事務については、財務省理財局

通達を踏まえて各財務（支）局が通達等を定めるなどしており、おおむね次のとおりとなっ

ている。

� 被貸与者は、各合同宿舎に置かれた管理人（以下「宿舎管理人」という。）から駐車場の

区画の指定を受けて専用を開始する。宿舎管理人は、駐車場の区画を指定した際には、

自らが備える所定の「駐車場の貸与状況を記載し、管理するための整理簿」（以下「整理

簿」という。）に駐車場の専用開始日等の必要な事項を記載する。

� 被貸与者は、宿舎管理人の確認印を受けるなどした貸与申請書を所属官署の長を通じ

て財務局等の長に提出する。

� 財務局等の長は、貸与承認書等を所属官署の長を通じて被貸与者に交付する。

� 所属官署は、毎月、被貸与者の報酬（給与）から当該月分の使用料を控除して、その金

額を国に払い込む。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、財務局等における駐車場の貸与事務について、合規性等の観点から、駐車場の専

第
3
章

第
1
節

第
7

財
務
省

― 185 ―



用状況を的確に把握して、その使用料が適正に徴収されているかなどに着眼して会計実地検

査を行った。

そして、 2財務局、 4財務事務所等
（注 1）

において貸与承認の記録と整理簿を突合するなどして

検査したほか、財務省に対して全国の駐車場を対象として、本院の検査と同様の方法で調査

を求めて、その調査結果の内容を確認するなどして検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

被貸与者が駐車場の専用を 20年 3月 31日までに開始したことが整理簿に記載されている

のに、上記調査時点の同年 5月においても、貸与申請書が被貸与者から所属官署の長に提出

されていないなどのため、貸与承認を受けないまま専用している駐車場が、 3財務局、16

財務事務所等
（注 2）

において 87区画（14年度専用開始分 1区画、16年度専用開始分 1区画、17年

度専用開始分 4区画、18年度専用開始分 24区画、19年度専用開始分 57区画）あった。

このため、貸与承認を受けないまま専用されているこれら 87区画の駐車場の使用料計

513万余円が、徴収されていなかった。

このように、財務局等における駐車場の貸与事務が適切に行われておらず、その使用料が

徴収されていなかった事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、被貸与者等から貸与申請書が提出されていなかったこ

とにもよるが、財務局等において、このような場合にも自ら、宿舎管理人が備える整理簿等

により駐車場の専用状況を把握、確認する体制が整備されておらず、貸与申請書の提出の有

無を確認していないなど、駐車場の貸与事務が適切に行われていなかったことによると認め

られた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、財務省は、財務局等において国に払い込まれていな

かった使用料をすべて徴収するとともに、20年 9月に財務（支）局に対して通達を発するな

どして、財務局等において、自ら、宿舎管理人が備える整理簿等により駐車場の専用状況を

的確に把握、確認して、貸与申請書の提出状況を確認することにより、被貸与者に対する監

督を適切に行う体制を整備する処置を講じた。

（注 1） 2財務局、 4財務事務所等 東北、関東両財務局、福島、東京、横浜各財務事務所、

横須賀出張所

（注 2） 3財務局、16財務事務所等 東海、近畿、中国各財務局、水戸、千葉、東京、横浜、

新潟、静岡、津、京都、神戸、大分、鹿児島各財務事務所、筑波、立川、横須賀、

舞鶴、小倉各出張所

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金について

（平成 18年度決算検査報告 100ページ参照）
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1 本院が表示した意見

（検査結果の概要）

財務省は、独立行政法人国立印刷局（以下「印刷局」という。）が平成 15年 4月に独立行政法

人に移行するのに際して、印刷局特別会計から現金及び預金、本局、工場等の事業用の土

地、賃貸土地等の資産を印刷局に承継させた。承継後に、印刷局は、事業用の土地、賃貸土

地、宿舎用地等の一部の土地について、財務大臣の認可を受けて、一般競争入札等で譲渡し

て、多額の資金を得ている。

そこで、経済性、有効性等の観点から、印刷局が国の特別会計から承継した資産を対象

に、賃貸土地等を譲渡するなどして得た資金が有効に活用されているか、又は国庫に返納す

る必要はないかなどに着眼して検査したところ、独立行政法人に移行してから、中期計画に

は見込んでいなかった土地の譲渡等により多額の資金を保有しており、その相当分が長期運

用に充てられている状況となっていた。

そして、土地譲渡収入のうち土地の売却益については、中期目標期間の終了時（19年度

末）の積立金に関する独立行政法人国立印刷局法（平成 14年法律第 41号）等の規定に基づき、

その 2分の 1相当額は中期目標期間終了後に国庫に納付される見込みであるが、国から承継

した土地の帳簿価額相当額の資金については、政府出資金を減額して国に戻入することなど

を想定した規定がないために、印刷局が中期目標期間が終了した後も保有し続けることにな

る。

このように、印刷局は土地譲渡による資金を保有しているのに、制度上この資金のうちの

帳簿価額部分は国庫に納付させることができない状況となっている。

さらに、印刷局は、再開発が予定されている地域に賃貸土地等を保有していることから、

今後も多額の土地譲渡収入が見込まれているが、財務省において、資金の活用方針や保有さ

せる資産の適正規模等は具体的に検討されていない状況となっていた。

このような事態が生じているのは、印刷局が承継した賃貸土地や、その譲渡により得た多

額の資金について、印刷局の本来業務への必要性を勘案した適正な規模かどうかについて十

分な検討が行われなかったこと、印刷局の保有する資金については、土地の譲渡等により多

額の資金が生ずることや出資そのものを回収する必要が生ずるような状況を想定した制度と

なっていないことによると認められた。

（検査結果により表示した意見）

印刷局は多額の土地譲渡収入金などの資金を保有して、なお、依然として、賃貸土地等を

保有しており今後も多額の譲渡収入が見込まれることから、印刷局の保有資産の適正規模に

ついて具体的に検討して、不要な資産を国庫に返納させるよう適切な制度を整備するよう、

財務大臣に対して 19年 10月に、会計検査院法第 36条の規定により意見を表示した。

2 当局の処置状況

本院は、財務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、財務省は、本院指摘の趣旨に沿い、印刷局の保有資産について、政府におい

て検討され、策定された独立行政法人整理合理化計画（平成 19年 12月 24日閣議決定）を踏ま

えて、20年 4月から 25年 3月までの期間に印刷局が達成すべき業務運営に関する目標にお

いて保有資産の見直しを定めた。また、不要な資産を国庫に返納させる制度の整備について

は、政府として、各独立行政法人の不要財産の国庫返納等を定めた「独立行政法人通則法の

一部を改正する法律案」を第 169回国会（常会）に提出している。
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第 8 文 部 科 学 省

不 当 事 項

役 務（37）―（39）

（37） 地域教育力再生プラン等及び家庭教育支援総合推進事業を委託により実施するに当た

り、再委託先において、事業に従事していないのに謝金を支払ったこととするなどし

ていたため、委託費の支払額が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）生涯学習振興費

部 局 等 文部科学本省

契 約 名 � 「地域子ども教室推進事業」事業実施委託（平成 16年度）

「地域教育力再生プラン」事業実施委託（平成 17、18両年度）

� 「家庭教育支援総合推進事業」事業実施委託（平成 16年度）

「家庭教育支援総合推進事業」実施委託（平成 17、18両年度）

契 約 の 概 要 � 子どもの居場所の設置、ボランティア活動を推進するための研修

等を実施するもの

� 親等に対する様々な機会を活用した家庭教育に関する講座の開催

等を実施するもの

契約の相手方 � 大阪府子どもの居場所づくり運営協議会

� 大阪府地域家庭教育推進協議会

契 約 � 平成 16年 4月ほか 随意契約

� 平成 16年 4月ほか 随意契約

支 払 額 � 885,579,699円（平成 16年度～18年度）

� 111,549,505円（平成 16年度～18年度）

過大になってい
る支払額

� 6,592,181円（平成 16年度～18年度）

� 247,935円（平成 16年度～18年度）

計 6,840,116円

1 委託事業の概要

� 委託事業の概要

文部科学本省（以下「本省」という。）は、子どもの居場所の設置、ボランティア活動を推

進するための研修等を実施するために、地域子ども教室推進事業及び地域教育力再生プラ

ン（以下、これらを合わせて「地域教育力再生プラン等」という。）を、随意契約により、大

阪府子どもの居場所づくり運営協議会に委託して実施しており、これに係る支払額は、平

成 16年度 290,183,331円、17年度 332,056,367円、18年度 263,340,001円、計 885,579,699

円となっている。

また、親等に対する様々な機会を活用した家庭教育に関する講座の開催等を実施するた

めに、家庭教育支援総合推進事業を、随意契約により、大阪府地域家庭教育推進協議会
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（以下、大阪府子どもの居場所づくり運営協議会と合わせて「両協議会」という。）に委託し

て実施しており、これに係る支払額は、16年度 32,274,309円、17年度 41,152,706円、18

年度 38,122,490円、計 111,549,505円となっている。

両協議会は、上記の委託された各事業を実施するに当たりその一部を再委託しており、

再委託先に対する支払額は、地域教育力再生プラン等は 16年度から 18年度までの 3か年

度で計 13,233,739円、家庭教育支援総合推進事業は 3か年度で計 553,400円となってい

る。

� 委託費の額の確定等

本件委託事業の実施に当たり、委託を受けた者は、本省が定めた委託要綱等に基づき、

収入及び支出を明らかにする帳簿を備えて、領収書その他関係証拠書類を保存しておくと

ともに、自ら適正な監査体制を定めて、監査を実施することとされている。そして、委託

を受けた者は、事業終了後、本省に対して、実績報告書、収支精算書等（以下「実績報告書

等」という。）を提出して、委託費の額の確定を受けることとされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本省において、合規性等の観点から、地域教育力再生プラン等及び家庭教育支

援総合推進事業の実施に当たり、両協議会に委託した委託費の額が適正かなどに着眼し

て、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、両協議会が再委託した経費について、再委託先は、実際には事業に従

事していないのに謝金を支払ったこととしたり、消耗品を購入していないのに代金を支

払ったこととしたりするなどして、事実に基づかない過大な経費を両協議会に報告してい

たのに、両協議会は、これをそのまま実績報告書等に計上して本省に報告して、額の確定

を受けていた。

したがって、本件委託事業について、上記の不適正な支払額を控除して再委託先が実際

に要した額を算定すると計 6,947,023円となる。そして、これを基に適正な委託費を計算

すると、地域教育力再生プラン等は 3か年度で計 878,987,518円、家庭教育支援総合推進

事業は 3か年度で計 111,301,570円となり、前記委託費の支払額との差額、地域教育力再

生プラン等 6,592,181円、家庭教育支援総合推進事業 247,935円、計 6,840,116円が過大に

支払われていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、再委託先において不適正な会計経理が行われていた

のに、両協議会において、提出された再委託費の実績報告に対する調査及び確認が十分で

なかったり、事後の監査が十分でなかったりしていたこと、本省において、両協議会から

提出された委託事業に係る実績報告書等に対する調査及び確認が十分でなかったことなど

によると認められる。
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（38） 科学技術総合研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）科学技術振興調整費

部 局 等 文部科学本省

契 約 名 科学技術総合研究委託

委託契約の概要 白色 LED製造技術について、民間企業と国立大学法人との共同研究

を効果的に推進するもの

契約の相手方 国立大学法人東北大学

支 払 額 381,788,916円（平成 16年度～18年度）

不当と認める委
託費の支払額

7,465,142円（平成 16年度～18年度）

1 科学技術総合研究委託費の概要

� 委託契約の概要

文部科学省は、「科学技術振興調整費の活用に関する基本方針」（平成 13年 3月総合科学技

術会議決定）に基づき、科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を図るために、�

優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革、�将来性の見込まれる分野・領

域への戦略的対応、�科学技術活動の国際化の推進等を目的として、国立大学法人等との

間で委託契約を締結している。

� 委託費の経理等

文部科学省が作成している「科学技術・学術政策局委託業務事務処理要領」（平成 16年文

部科学省科学技術・学術政策局制定。以下「事務処理要領」という。）等によると、委託費は、

直接経費と間接経費とから構成されている。直接経費は、試作品を製造するための試作品

費、設備備品費、消耗品費、人件費等の経費で業務の実施に直接必要な経費とされてお

り、間接経費は、業務の実施には直接的にかかわらない経費で、直接経費に一定比率を乗

じて算定されることとされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、委託費が事務処理要領等に従って適切に管理されている

かなどに着眼して、文部科学省及び受託者である 10国立大学法人等において会計実地検

査を行った。そして、これらの受託者が行っている 17委託業務について納品書、請求書

等の書類により検査するとともに、委託費の管理が適切でないと思われる事態があった場

合には、同省及び受託者に報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査

した。

� 検査の結果

文部科学省は、省エネルギー、環境への対応等の見地から世界的な開発競争が展開され

ている白色 LED
（注）

製造技術について、我が国が国際的な開発競争に勝つことを目標とし

て、民間企業と国立大学法人東北大学（以下「東北大学」という。）との共同研究を効果的に

推進するための科学技術総合研究業務に係る委託契約を、平成 16年度から 18年度まで東
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北大学との間で締結している。

本件委託契約に係る委託費の支払額は、契約により定められた金額の範囲内で、東北大

学が委託業務の実施に要した経費の額とすることとされている。そして、東北大学は、本

件委託業務の実施に要した経費の額を 16年度から 18年度まで計 381,788,916円とする委

託業務完了報告書等を提出しており、文部科学省は、これらに基づき委託業務の実施に要

した経費の額を確認して、各年度に委託業務完了報告書の額と同額を支払っていた。

検査したところ、東北大学は、本件委託業務の研究担当者である多元物質科学研究所 A

教授等 20名から、16年度から 18年度まで試作品を製造するための物品及び消耗品（以下

「物品等」という。）を計 147,082,342円で購入したとする納品書、請求書等の提出を受け

て、その購入代金を業者に支払っていた。

しかし、実際に上記の物品等を購入した額は、16年度から 18年度まで計 141,339,925

円となっていて、差額の 5,742,417円については、A教授が業者に架空の取引を指示して

虚偽の納品書、請求書等を作成させて、これにより東北大学に架空の取引に係る購入代金

を支払わせていたものである。そして、同教授は、5,742,417円全額を業者に預けて別途

に経理していた。このため、上記の差額 5,742,417円は本件委託業務に要した経費とは認

められず、これに係る間接経費相当額 1,722,725円も含めた 7,465,142円が過大に支払われ

ていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、東北大学において、物品等の納品検査等が十分でな

かったこと、研究者において、委託費の原資が税金であり、事実に基づく適正な会計経理

を行うという基本的な認識が欠けていたこと、文部科学省において、受託者に対して委託

費の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を行っていたものの、その周知徹底

が十分でなかったことによると認められる。

（注） LED 電圧を加えた際に発光する半導体（発光ダイオード）

（39） 情報の整理、解析等に係る委託業務の実施に当たり、部分休業制度を利用した職員の

給与の減額分を委託費に含めていたため、委託費の支払額が過大となっているもの

会計名及び科目 � 一般会計 （組織）文部科学本省

（項）原子力平和利用研究促進費

� 電源開発促進対策特別会計（電源利用勘定）

（項）電源利用対策費

部 局 等 文部科学本省

契 約 名 � 保障措置に関する情報処理業務（平成 16年度～18年度）

� 大型MOX燃料加工施設保障措置試験研究（平成 17、18両年度）

契 約 の 概 要 � 核兵器の不拡散に関する条約下における国内保障措置に資するた

めに、国際規制物資の使用に関する情報を整理及び解析するもの

� 大型MOX燃料加工施設に最適な保障措置システムの適用を図る

ために、保障措置機器の配置や仕様等の検討を行うもの

契約の相手方 財団法人核物質管理センター
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契 約 � 平成 16年 4月ほか 随意契約

� 平成 17年 4月ほか 随意契約

支 払 額 � 913,726,500円（平成 16年度～18年度）

� 138,762,598円（平成 17年度～19年度）

計 1,052,489,098円

過大になってい
る支払額

� 2,442,387円（平成 16年度～18年度）

� 106,944円（平成 17年度～19年度）

計 2,549,331円

1 委託業務の概要

� 委託業務の概要

文部科学本省（以下「本省」という。）は、平成 16年度から 18年度までの各年度に、核兵

器の不拡散に関する条約（昭和 51年条約第 6号）下における国内保障措置
（注 1）

の実施等に資する

ために、国際規制物資の使用に関する情報を整理及び解析する「保障措置に関する情報処

理業務」（以下「情報処理業務」という。）を、随意契約により、財団法人核物質管理センター

（以下「センター」という。）に委託して実施している。

また、17、18両年度に、大型MOX
（注 2）

燃料加工施設に最適な保障措置システムの適用を

図るために、保障措置機器の配置や仕様等の検討を行う「大型MOX燃料加工施設保障措

置試験研究」（以下「試験研究業務」という。）を、随意契約により、センターに委託して実施

している（以下、「情報処理業務」と「試験研究業務」を合わせて「情報処理業務等」とい

う。）。

（注 1） 保障措置 核物質が平和目的だけに利用され、核兵器やその他の核爆発装置に転用さ

れないことを担保するために行われる検認活動

（注 2） MOX Mixed―Oxideの略で、ウランとプルトニウムの混合酸化物

� 委託費の算出方法

センターは、本件委託契約の締結に当たり、情報処理業務等に要する人件費、電子計算

機諸費等の経費を積み上げるなどして委託業務計画書等を作成しており、これらの経費の

うち人件費については、情報処理業務等に従事する予定の職員に支払う給与等の月額に予

定の月数を乗ずるなどして算出している。そして、本省は、センターから委託業務計画書

等の提出を受けて、その妥当性を審査して契約額等を決定している。

� 委託費の支払

本省がセンターとの間で締結した委託契約によると、センターは、情報処理業務等が完

了した場合には、各業務の結果及び収支決算を記載した委託業務完了報告書等を提出する

こととされている。センターは、委託業務完了報告書等を作成する際に、人件費につい

て、委託管理部門が作成した委託に係る人件費を管理するための人件費算出プログラム

（以下「委託人件費プログラム」という。）により、情報処理業務は計 381,295,352円、試験研

究業務は計 88,657,056円と算定している。

そして、本省は、委託業務完了報告書等の内容が適正であるとして、委託費の額を、情

報処理業務については計 913,726,500円、試験研究業務については計 138,762,598円で確定

して、同額を支払っている。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本省及びセンターにおいて、合規性、経済性等の観点から、情報処理業務等に

要した経費が適正に算定されているかなどに着眼して、本件委託契約について、委託契約

書、委託業務完了報告書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、本件情報処理業務等に従事した職員の中に、 1日の勤務時間の一部に

ついて勤務しない部分休業の制度を利用した短時間勤務の職員（以下「時短勤務職員」とい

う。）が含まれていた。

そして、時短勤務職員については、センターの給与規程に基づき給与が減額されて支給

されていた。

しかし、委託人件費プログラムにおいては、時短勤務職員の給与の減額分が反映される

ことにはなっておらず、委託業務完了報告書等に計上された人件費は、その減額分だけ過

大に算定される結果となっていた。

したがって、時短勤務職員について減額後の給与を適用して、情報処理業務等に実際に

要した人件費を算定すると、情報処理業務は計 378,980,072円、試験研究業務は計

88,521,518円となる。そして、これに基づいて、本件情報処理業務等について適正な委託

費を計算すると、情報処理業務は 911,284,113円、試験研究業務は 138,655,654円、計

1,049,939,767円となり、前記委託費の支払額との差額 2,442,387円、106,944円、計

2,549,331円が過大に支払われていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、センターにおいて、給与を管理する部門と本件委託

業務を管理する部門との連携が十分でなかったこと、本省において、委託業務完了報告書

等に対する調査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。

補 助 金（40）―（53）

（40） 政府開発援助ユネスコ活動費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）文部科学本省

部 局 等 文部科学本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 ユネスコ・文化交流協会

間接補助事業者
（事 業 主 体）

財団法人ユネスコ・アジア文化センター

補 助 事 業 アジア地域諸国等との文化交流の推進に資する事業

補助事業の概要 アジア地域諸国等との文化交流を促進し、これら諸国の文化の振興と

相互理解に寄与するために、上記のセンターが行う事業

補助対象経費 637,090,335円（平成 15年度～17年度）

上記に対する国
庫補助金交付額

580,819,000円
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不当と認める補
助対象経費

4,196,376円（平成 15年度～17年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

4,196,376円（平成 15年度～17年度）

1 補助事業の概要

文部科学省は、「ユネスコ活動費補助金・政府開発援助ユネスコ活動費補助金・国際文化

交流促進費補助金・文化交流団体補助金・政府開発援助文化交流団体補助金（ユネスコ・文

化交流協会補助）交付要綱」（昭和 53年文部大臣裁定）等に基づき、ユネスコ・文化交流協会（以

下「協会」という。）に対して、平成 15、16、17各年度に政府開発援助ユネスコ活動費補助金

を交付している。この補助金は、協会が財団法人ユネスコ・アジア文化センター（以下「セン

ター」という。）の実施するアジア地域諸国等との文化交流の推進に資する事業について補助

金を交付する場合に、協会に対して同額が交付されるものである。

センターに交付される補助金は、センターがアジア地域諸国等との文化交流を促進しこれ

ら諸国の文化の振興と相互理解に寄与するために行う文化教育、教育協力等の事業を実施す

るために必要な経費及びセンターの運営に要する経費のうち文部科学大臣の認めた経費を補

助対象経費として、定額で交付されるものである。補助金の額の確定に当たっては、補助事

業費（補助対象経費である支出額から自己収入を控除した額）と補助金の交付額とのいずれか

低い方の額をもって補助金の確定額とすることとされており、前者が後者を下回った場合に

は、その差額分を返還することとしている。

そして、センターは、補助事業に係る支出から会費、寄附金等の自己収入を控除して

補助事業費を 15年度 220,492,000円、16年度 188,816,000円、17年度 171,511,000円、計

580,819,000円として補助金の交付を申請して、同額の補助金の交付を受けていた。そし

て、上記の各年度とも、実際の補助事業費が補助金交付額と同額であるとする実績報告書を

提出して、補助金の額の確定を受けていた。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助事業費の算定が適正に行われているかなどに着眼し

て、センターにおいて会計実地検査を行った。そして、本件事業について実績報告書、会計

帳簿等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられ

た。

すなわち、センターは、15、16、17各年度の年度末において、補助事業費が補助金交付

額を下回る見込みとなったことから、補助金の返還を避けるため多量の切手、プリペイド

カード、事務機器等の物品を計 4,196,376円で購入することにより、補助事業費と補助金交

付額が一致するようにしていた。

しかし、これらの物品は各年度の補助事業期間中に使用されるものではないことから、こ

れらの購入に係る経費は補助事業を実施するために必要な経費とは認められない。

このような事態が生じていたのは、センターが補助事業を適正に執行することについて十

分に認識していなかったこと、文部科学省及び協会が実績報告書の審査を十分に行っていな

かったことなどによると認められる。

したがって、本件補助事業に係る適正な補助事業費は 15年度 219,498,035円、16年度
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187,172,979円、17年度 169,951,610円、計 576,622,624円となり、前記の補助金交付額

580,819,000円との差額計 4,196,376円（国庫補助金同額）が過大に交付されていて、不当と認

められる。

（41）―

（49）
公立学校等施設整備費補助金等の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省

（項）公立文教施設整備費

（項）私立学校助成費

部 局 等 文部科学本省、 5府県

補 助 の 根 拠 地震防災対策特別措置法（平成 7年法律第 111号）、原子力発電施設等立

地地域の振興に関する特別措置法（平成 12年法律第 148号）、産業教育

振興法（昭和 26年法律第 228号）、豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法

律第 73号）、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律（昭和

32年法律第 18号）、予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

県 1、市 3、町 2、学校法人 2、計 8事業主体

補 助 事 業 公立学校地震補強、公立高等学校産業教育施設整備、公立学校不適格

建物改築、公立学校大規模改造、私立学校防災機能強化施設整備、私

立大学等研究設備等整備

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

1,047,584,000円（平成 13年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

62,547,000円（平成 13年度～18年度）

1 補助金の概要

文部科学省は、公立学校の設置者である地方公共団体又は私立学校の設置者である学校法

人に対して、次の補助金を交付している。

� 公立学校等施設整備費補助金（地震補強事業）

この補助金は、校舎の耐震性能を確保して地震防災対策の促進を図るために、公立の小

中学校等の木造以外の校舎の地震補強を行う地方公共団体に対して、当該事業に要する経

費の一部を国が補助するものである。

そして、この補助金の交付額は、校舎の耐震診断に係る経費（以下「耐震診断経費」とい
はり

う。）、並びに校舎の柱、壁、梁等の補強等に必要な工事及びこれらの工事に伴い必要とな

る内外装等の工事（以下、これらを合わせて「耐震補強工事」という。）に係る経費等を補助

対象事業費として、これに原則として補助率 2分の 1を乗じて算定することとなってい

る。このうち、耐震診断経費は耐震補強工事の対象となる棟に係る経費を、内外装等の工

事費は補強要素に係る最小範囲の工事に要する経費をそれぞれ補助の対象とすることと

なっている。
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� 公立学校施設整備費補助金（高等学校産業教育施設整備事業）

この補助金は、産業教育の振興を図るために、工業、看護等の学科を設置している高等

学校に実験実習施設等を整備する一般施設整備事業等を行う地方公共団体に対して、当該

事業に要する経費の一部を国が補助するものである。

そして、この補助金の交付額は、次により算定した補助対象事業費に原則として補助率

3分の 1を乗じて算定することとなっている。

補助対象面積 補助単価 事務費 補助対象事業費× ＋ ＝

上記の補助対象面積は、実験実習施設等の面積に当該施設の専用の廊下、便所等の付帯

施設の面積を加えたものとするとされている。

また、上記の補助単価は、建物の構造区分ごとに文部科学省が毎年度定める 1�当たり
の建築単価と実施単価とを比較して、そのいずれか低い額とするとされている。このう

ち、実施単価は、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造等の建物の構造区分ごとに本工事費と

付帯工事費とを合計したものを実支出額として、これを建物の構造区分ごとの建築延面積

で除して算定することとなっている。また、この補助事業における実支出額には補助対象

の建物と直接関係のない外構工事等の工事に要する経費等は含めないこととなっている。

� 公立学校等施設整備費補助金（不適格建物改築事業）

この補助金は、教育の円滑な実施に資するために、教育を行うのに著しく不適当な公立

の小中学校等の建物で特別な事情がある建物（以下「不適格建物」という。）の改築を行う地

方公共団体に対して、当該事業に要する経費の一部を国が補助するものである。

そして、この補助金の交付額は、次により算定した補助対象事業費に原則として補助率

3分の 1（特別豪雪地帯
（注 1）

等の場合は 10分の 5.5）を乗じて算定することとなっている。

補助対象面積 補助単価 事務費 補助対象事業費× ＋ ＝

上記の補助単価は、建物の構造区分ごとに文部科学省が毎年度定める 1�当たりの建築
単価と実施単価とを比較して、そのいずれか低い額とするとされている。このうち、実施

単価は、実支出額を建物の構造区分ごとの建築延面積で除して算定することとなってい

る。また、この補助事業において実支出額とすることができる旧建物等の撤去費は、補助

対象面積に応じて算定する経費を限度とすることとなっている。

（注 1） 特別豪雪地帯 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）の規定に基づき、豪雪

地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が遮断す

るなどにより住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土交通大臣等が指

定した区域

� 公立学校施設整備費補助金（大規模改造事業）

この補助金は、教育環境の改善及び建物の耐久性の確保を図るために、公立の小中学校

等の建物の機能低下等に対する復旧措置及び用途変更に伴う改装等の大規模改造を行う地

方公共団体に対して、当該事業に要する経費の一部を国が補助するものである。

そして、この補助金の交付額は、上記の大規模改造に要する経費を補助対象事業費とし

第
3
章

第
1
節

第
8

文
部
科
学
省

― 196 ―



て、これに原則として補助率 3分の 1を乗じて算定することとなっている。この補助事業

においては、公立の小中学校等のトイレ環境を改善するため当該トイレについて全体的に

改修を行う場合は、この経費を補助対象事業費とすることとなっている。

� 私立学校施設整備費補助金（防災機能強化施設整備事業）

この補助金は、私立の高等学校等における防災機能の強化を図るために、校舎の耐震補

強工事等を行う学校法人に対して、当該事業に要する経費の一部を国が補助するものであ

る。

そして、この補助金の交付額は、耐震診断経費、耐震補強工事に係る経費等を補助対象

事業費として、これに補助率 3分の 1以内を乗じて算定することとなっている。このう

ち、耐震補強工事に要する経費は、耐震補強工事施工後の耐震性能が文部科学省の定めた

数値を超える校舎等に係る工事費等を補助の対象とすることとなっている。

� 私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備事業）

この補助金は、私立大学における学術の研究を促進するために、研究設備の購入を行う

学校法人に対して、当該事業に要する経費の一部を国が補助するものである。

そして、この補助金の交付額は、学術の基礎的研究に必要な機械、器具等その他の設備

の購入に要する経費を補助対象事業費として、これの 3分の 2以内とされている。この補

助事業においては、特定時期の設備整備が不可欠であるなどの合理的理由がある場合に、

学校法人が当該補助事業に着手する前に補助金の「交付内定前の事業着手承認申請書」を文

部科学大臣に提出してその承認を受けた場合は、補助金の交付内定前に事業着手した事業

であっても補助の対象とすることができることとなっている。

2 検査の結果

本院は、上記各補助金の交付を受けた 11都府県、174市区町村及び 48学校法人におい

て、合規性、経済性等の観点から工事費が適切に算定されているかなどに着眼して会計実地

検査を行った。そして、これらの事業主体が平成 13年度から 19年度までに実施した 823事

業について実績報告書等の書類により検査したところ、 1県、 5市町及び 2学校法人の計 8

事業主体が 13年度から 18年度までに実施した 9事業において、補助対象経費が過大となっ

ていたり、補助の対象とは認められないものを補助対象経費に含めていたりなどしていたた

め、補助対象事業費が過大に算定されていた。その結果、国庫補助金 62,547,000円が不当と

認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

� 補助金を過大に交付しているもの

3事業 不当と認める国庫補助金 37,579,000円

� 補助の対象とは認められないものを補助対象事業費に含めているもの

5事業 不当と認める国庫補助金 23,528,000円

� 補助金を過大に交付しているもの及び補助の対象とは認められないものを補助対象事業

費に含めているもの

1事業 不当と認める国庫補助金 1,440,000円

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象事業費の算定方法等に対す

る理解が十分でなかったこと、府県等において実績報告書等に対する審査が十分でなかった

ことなどによると認められる。
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これを補助金別、府県等別に示すと次のとおりである。

府県等名 補助事業 事業主体 年 度 補助対象
事業費

左に対す
る国庫補
助金

不当と認
める補助
対象事業
費

不当と認
める国庫
補助金

摘 要

千円 千円 千円 千円

� 公立学校等施設整備費補助金（地震補強事業）

（41） 宮 城 県 吉成小学
校校舎地
震補強

仙台市 15 103,244 51,622 3,587 1,794 補助金の
過大交付

この補助事業は、仙台市が、吉成小学校の校舎の地震補強事業として耐震補強工事等を

実施したものである。

同市は、補助対象事業費の算定に当たり、K型鉄骨ブレース
（注 2）
（以下「ブレース」という。）

すき

を設置して、これと柱及び梁との隙間に無収縮モルタル
（注 3）

を注入してブレースを固定するな

どの工事費等を補助対象経費として、補助対象事業費を 103,244,000円（国庫補助金

51,622,000円）としていた。

しかし、同市は、無収縮モルタルの所要量をブレースの周囲の長さにブレースと柱又は

梁との隙間の断面積 0.04�を乗じて算定すべきであるのに、誤って、ブレースの断面の一

辺の長さである 0.2m（参考図の断面図参照）を乗じて算定するなどしていたため工事費が

過大となっていた。

したがって、適正な工事費により補助対象事業費を算定すると 99,657,000円（国庫補助

金 49,828,000円）となり、国庫補助金 1,794,000円が過大に交付されていた。

（注 2） K型鉄骨ブレース K型の形状をした鉄骨筋かいの外周に鉄骨枠を取り付けたもの

（参考図参照）

（注 3） 無収縮モルタル 硬化時に膨張して乾燥後も収縮せず、主に充てん用や補修用に用い

られるモルタル

（42） 宮 城 県 蛇田中学
校校舎地
震補強

石巻市 17、18 55,962 27,981 3,179 1,590 補助の対
象外

この補助事業は、石巻市が、蛇田中学校の校舎の地震補強事業として耐震診断、耐震補

強工事等を実施したものである。

同市は、補助対象事業費の算定に当たり、校舎 3棟に係る耐震診断経費 10,185,000円等

を補助対象経費として、補助対象事業費を 55,962,000円（国庫補助金 27,981,000円）として

いた。

しかし、同市は、上記の耐震診断経費のうち 3,146,922円が耐震補強工事を実施してい

ない校舎 1棟に係る経費であって補助の対象とは認められないのに、誤って、この耐震診

断経費を補助対象経費に含めていた。

したがって、適正な補助対象経費により補助対象事業費を算定すると 52,783,000円（国

庫補助金 26,391,000円）となり、国庫補助金 1,590,000円が過大に交付されていた。

（43） 福 井 県 河野小学
校校舎地
震補強

南越前町 17 86,770 43,385 20,335 10,168 補助の対
象外

この補助事業は、南越前町が、河野小学校の校舎の地震補強事業として耐震補強工事等

を実施したものである。

同町は、補助対象事業費の算定に当たり、K型鉄骨ブレース
（注 2）

及び耐震壁を設置するな
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どの工事と、これらの工事に伴って撤去・復旧を行う理科室等のフローリングの床面設置

工事 92.7�の工事費等を補助対象経費として、補助対象事業費を 86,770,000円（国庫補助

金 43,385,000円）としていた。

しかし、同町は、上記の床面設置工事のうち 89.7�等が老朽化したフローリングを更新

する工事であって補強要素に係る最小範囲の内外装等の工事ではなくて補助の対象とは認

められないのに、誤って、この工事費等を補助対象経費に含めていた。

したがって、適正な補助対象経費により補助対象事業費を算定すると 66,435,000円（国

庫補助金 33,217,000円）となり、国庫補助金 10,168,000円が過大に交付されていた。

（参 考 図） K型鉄骨ブレースの概念図

� 公立学校施設整備費補助金（高等学校産業教育施設整備事業）

（44） 秋田県 由利工業
高等学校
一般施設
整備

秋田県 13、14 1,318,721 439,573 93,253 31,085 補助金の
過大交付

この補助事業は、秋田県が、由利工業高等学校の一般施設整備事業として機械加工実習

室等の鉄筋コンクリート造の実験実習施設等を整備したものである。
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同県は、補助対象事業費の算定に当たり、上記の実験実習施設等の補助単価について

は、建築単価 209,900円と実施単価 210,027円とを比較して低い額である建築単価を補助

単価として、補助対象事業費を 1,318,721,800円（国庫補助金 439,573,000円）としていた。

しかし、同県は、実施単価の算定に当たり、実支出額及び建築延面積については建物の

構造区分ごとに算定することとなっているのに、誤って、上記鉄筋コンクリート構造の実

験実習施設等に鉄骨構造の建物の工事費及び床面積を含めて算定したり、上記の実験実習

施設等と直接関係のない外構工事費等を実支出額に含めて算定したりなどしていたため、

補助単価が過大となっていた。

したがって、適正な補助単価により補助対象事業費を算定すると、1,225,468,000円（国

庫補助金 408,488,000円）となり、国庫補助金 31,085,000円が過大に交付されていた。

（45） 秋田県 横手清陵
学院高等
学校一般
施設整備

秋田県 15、16 1,013,973 337,990 5,175 1,725 補助の対
象外

この補助事業は、秋田県が、横手清陵学院高等学校
（注 4）

の一般施設整備事業として製図室、

加工実習室等の実験実習施設等を整備したものである。

同県は、補助対象事業費の算定に当たり、実験実習施設 4,192�に付帯施設の廊下、便
所等計 903�を加えた合計 5,095�を補助対象面積として、補助対象事業費を
1,013,973,000円（国庫補助金 337,990,000円）としていた。

しかし、同県は、上記の付帯施設計 903�のうち便所 28.6�は、クラブ活動の部室等と
共用になっていて実験実習施設の専用の付帯施設とは認められないのに、誤って、この面

積を含めるなどしていたため補助対象面積が過大となっていた。

したがって、適正な補助対象面積により補助対象事業費を算定すると 1,008,798,000円

（国庫補助金 336,265,000円）となり、国庫補助金 1,725,000円が過大に交付されていた。

（注 4） 平成 16年 3月 31日以前は中高一貫教育校（県南地区）

� 公立学校等施設整備費補助金（不適格建物改築事業）

（46） 秋田県 駒形小学
校校舎不
適格建物
改築

湯沢市 18 118,249 65,036 8,547 4,700 補助金の
過大交付

この補助事業は、湯沢市が、駒形小学校の校舎の不適格建物改築事業として改築工事、

撤去工事等を実施したものである。

同市は、補助対象事業費の算定に当たり、補助単価については、建築単価 241,700円と

実施単価 232,300円とを比較して低い額である実施単価を補助単価として、補助対象事業

費を 118,249,000円（国庫補助金 65,036,000円）としていた。

しかし、同市は、実施単価の算定に当たり、実支出額に含める撤去費は補助対象面積

504�に応じて算定する経費を限度とすべきであるのに、誤って、不適格建物全体の面積
843�に応じて撤去費を算定していたため補助単価が過大となっていた。
したがって、適正な補助単価により補助対象事業費を算定すると 109,702,000円（国庫補

助金 60,336,000円）となり、国庫補助金 4,700,000円が過大に交付されていた。
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� 公立学校施設整備費補助金（大規模改造事業）

（47） 滋賀県 志賀中学
校校舎大
規模改造

志賀町 14 43,398 14,466 4,318 1,440 補助金の
過大交付
及び補助
の対象外

（注 5）

この補助事業は、志賀町が、志賀中学校の校舎の大規模改造事業としてトイレ改造工事

等を実施したものである。

同町は、補助対象事業費の算定に当たり、天井材の撤去により発生した廃材の運搬・処

分やコンクリートブロック積みなどの工事費等を補助対象経費として、補助対象事業費を

43,398,000円（国庫補助金 14,466,000円）としていた。

しかし、同町は、廃材の運搬・処分に係る所要量を天井材の体積 3�とすべきであるの

に、誤って、天井材の面積 309�とするなどしていたため工事費が過大となっていたり、

上記のトイレの新設箇所とは異なる箇所に施工したコンクリートブロック積み工事の工事

費を、誤って、トイレ改造工事に要する経費として補助対象経費に含めたりするなどして

いた。

したがって、適正な補助対象経費により補助対象事業費を算定すると 39,080,000円（国

庫補助金 13,026,000円）となり、国庫補助金 1,440,000円が過大に交付されていた。

（注 5） 平成 18年 3月 20日以降は大津市

� 私立学校施設整備費補助金（防災機能強化施設整備事業）

（48） 京都府 華頂女子
高等学校
校舎耐震
補強

学校法人
浄土宗教
育資団

14 105,106 35,035 16,236 5,412 補助の対
象外

この補助事業は、学校法人浄土宗教育資団が、華頂女子高等学校の校舎の防災機能強化

施設整備事業として、耐震補強工事等を実施したものである。

同学校法人は、補助対象事業費の算定に当たり、耐震壁を設置するなどの工事費等を補

助対象経費として、補助対象事業費を 105,106,000円（国庫補助金 35,035,000円）としてい

た。

しかし、同学校法人は、設計変更により耐震補強工事施工後の一部の校舎の耐震性能が

文部科学省の定めた数値を下回る結果となっていて、これに係る工事費等は補助の対象と

は認められないのに、誤って、これを補助対象経費に含めるなどしていた。

したがって、適正な補助対象経費により補助対象事業費を算定すると 88,870,000円（国

庫補助金 29,623,000円）となり、国庫補助金 5,412,000円が過大に交付されていた。

� 私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備事業）

（49） 文部科学
本省

昭和薬科
大学研究
設備整備

学校法人
昭和薬科
大学

18 48,750 32,496 6,950 4,633 補助の対
象外

この補助事業は、学校法人昭和薬科大学が、昭和薬科大学の研究設備等整備事業として

光度計等の 3研究設備を整備したものである。

同学校法人は、補助対象事業費の算定に当たり、光度計に係る購入経費については補助

対象経費を 6,950,000円として、補助対象事業費を 48,750,000円（国庫補助金 32,496,000
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円）としていた。そして、同学校法人は、この補助事業の実施に際して、補助金の交付内

定前の事業着手承認申請書を平成 18年 4月 10日に文部科学大臣に提出してその承認を受

けていた。

しかし、同学校法人は、光度計については、上記申請書の提出より前の同月 7日に納品

を受けていたことから補助の対象とは認められないのに、誤って、これに係る購入経費を

補助対象経費に含めていた。

したがって、適正な補助対象経費により補助対象事業費を算定すると 41,800,000円（国

庫補助金 27,863,000円）となり、国庫補助金 4,633,000円が過大に交付されていた。

（41）―（49）の計 2,894,173 1,047,584 161,580 62,547

（50）
（51） 私立高等学校等経常費助成費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）私立学校助成費

部 局 等 2県

補 助 の 根 拠 私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

2県

補 助 事 業 私立高等学校等経常費助成費補助

補助事業の概要 私立の小学校、中学校、高等学校等の専任教職員給与費等の経常的経

費を補助する都道府県に対して、その一部を国が補助するもの

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

12,941,828,000円（平成 14、16、18、19各年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

5,431,000円（平成 14、16、18、19各年度）

1 補助金の概要

� 補助金交付の目的

私立高等学校等経常費助成費補助金（以下「補助金」という。）は、私立学校振興助成法（昭

和 50年法律第 61号）に基づき、都道府県が、私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校及び幼稚園（以下「私立学校」という。）の専任教職員給与費等の経常的経費を補助する

場合に、その一部を国が補助するものである。この補助金は、私立学校の教育条件の維持

及び向上並びに私立学校に在学する児童、生徒又は幼児（以下「生徒等」という。）に係る修

学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高めることを目的とし

て交付されるものである。

� 補助金の額の算定方法

補助金の額は、私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）交付要綱（昭和 51年文部

大臣裁定。以下「交付要綱」という。）等に基づき、各都道府県が、小学校、中学校等の学校
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の区分及び全日制・定時制等の課程の区分（以下「学校等の区分」という。）ごとに次の算式

により算定した額の合計額となっている。

生徒等 1人当たり
の国庫補助単価 ×

学校等の区分ごとの
（注）

各学校の定員内実員
の合計数

＝ 交付額

（注） 定員内実員 学則で定められた収容定員と当該年度の 5月 1日現在の生徒等の実員（た

だし、幼稚園については、当該年度中に満 3歳に達して 5月 2日以降に入園するなど

の園児数を含んだ数）のうちいずれか少ない数をいう。

上記算式の「生徒等 1人当たりの国庫補助単価」は、次のア及びイを合算したものであ

る。

ア 学校等の区分ごとの生徒等 1人当たりの都道府県の助成額を基に算定した都道府県ご

との生徒等 1人当たりの補助単価（以下「基本国庫補助単価」という。）

イ 情報教育の推進を図るなど交付要綱に定められた特定の事由に該当する施策を行って

いる私立学校に対して都道府県が特別な助成をしている場合に、基本国庫補助単価に加

算される学校等の区分別、特定の事由別に算定した額（以下「加算単価」という。）の合計

そして、この加算単価の制度は国が特定の事由の定着を政策的に誘導するためのもの

で、交付要綱及び「平成 14年度私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）の配分方法

について（通知）」（平成 14年文部科学省高等教育局私学部私学助成課長通知）等によれば、加算

単価の対象となる特定の事由には、次表に掲げるものなどがある。

表 加算単価の対象となる特定の事由

加算単価の対象となる特定の事由 内 容

レンタル又はリース方式による教育用コ
ンピュータ等整備の推進

教育用コンピュータ等をレンタル又はリース方式によ
り整備するもの

教員の能力開発及び資質向上の促進 現職教員の大学院修士課程への派遣、各種研修事業へ
の派遣（新学習指導要領への対応）等を行うもの

ティーム保育の推進 幼稚園において複数の教員が学級の担任となるなど
ティーム保育の推進を図るもの

情報処理技術者等の活用 授業の補助や教員の教材作成等に対して補助・助言等
を行う情報処理技術者等を活用するもの

� 加算単価の算定方法

この加算単価は、文部科学省が、学校等の区分別、加算単価の対象となる特定の事由別

に、年度ごとに定めた全国一律の生徒等 1人当たりの配分単価を基に、都道府県ごとに次

のとおり算定することとなっている。

配分単価 × 学校等の区分ごとの加算単価の対象となる生徒等数

＝ 加算単価

学校等の区分ごとの各学校の定員内実員の合計数

そして、上記の算式における「学校等の区分ごとの加算単価の対象となる生徒等数」は、

加算単価の対象となる特定の事由に該当する施策を行っている私立学校に対して、都道府

県が特別な助成をしている場合の当該私立学校の生徒等数とされている。
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� 本件補助金についての検査の経緯等

本院は、本件補助金について、加算単価の対象とならない生徒等数を含めて加算単価を

算定していたため補助金が過大に交付されていた事態について、平成 16年度決算検査報

告では不当事項として、平成 17年度決算検査報告では本院の指摘に基づき当局において

改善の処置を講じた事項として、それぞれ掲記したところである。

文部科学省は、本院の指摘を踏まえて、平成 18年 11月に、本院が検査を実施していな

かった 14県に対して依頼文書を発して、文部科学省において処置を講ずる前の 13年度か

ら 17年度の本件補助金の加算単価について申請内容の見直しを行い、誤りがある場合に

は報告するよう要請した。

そして、本院は、上記の見直しが本院の指摘の趣旨を踏まえて適切に行われているかを

確認するために、19年次の検査では、合規性等の観点から、上記の 14県のうち 10県に

ついて見直しが正確に行われていたかに着眼して検査を実施した。その結果、報告には記

載のない誤りがあるなどしたため県の見直し結果による過大交付額を除いても、なお補助

金が過大に交付されていた事態について、平成 18年度決算検査報告に不当事項として掲

記したところである。

2 検査の結果

本院は、19年次に引き続いて、前記 14県のうち 19年次には検査を実施していなかった

兵庫県等 4県において、合規性等の観点から、見直しが正確に行われ補助金の返還等の措置

が適切に執られているかなどに着眼して 13年度から 17年度までに交付された補助金の算定

について、前記の依頼文書に基づく報告と事業計画書等の書類を照査することにより会計実

地検査を行った。

そして、19年次に会計実地検査を行った高知県については、同様の着眼点から、検査を

継続して、事実関係を確認した。

また、18、19両年度に交付された補助金の算定については、兵庫県等 4県を含む 21都府

県において、合規性等の観点から、本件補助金についての指摘を踏まえて、加算単価の対象

となる生徒等数が適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。

検査したところ、兵庫県及び高知県において、報告には記載のない誤りがあるなどしたた

め、国庫補助金 5,431,000円が過大に交付されたままとなっていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、上記の 2県において、本院の指摘を踏まえて、文部科

学省から過年度の補助金の加算単価について申請内容の見直しを行うよう要請があったにも

かかわらず、見直しが十分でなかったこと、また、本院の指摘にもかかわらず事業計画書の

作成に当たり加算単価の対象となる生徒等数の確認が十分でなかったこと、文部科学省にお

いて、両県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを県別に示すと次のとおりである。

県 名 年 度 国庫補助金交付額 不当と認める国庫補助金
千円 千円

（50） 兵 庫 県 16、18、19 12,328,211 2,226

兵庫県は、管内の私立学校の加算単価の対象としていた生徒等数に基づき、平成 16年

度 4,020,058,000円、18年度 4,235,251,000円、19年度 4,072,902,000円、計 12,328,211,000

円の補助金の交付を受けていた。そして、16年度は、前記の依頼文書に基づく見直しの

結果、誤りがなかったとしていた。
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しかし、16年度における幼稚園のティーム保育の推進分に係る園児数について 188園

の 38,654人とすべきところ、誤って、前年度の園児数を使用するなどしていたため、加

算単価の対象とならない園児数 67人が含まれていた。

また、見直し後に交付された補助金の算定については、18年度における中学校の情報

処理技術者等の活用分に係る生徒数について 2校の 238人とすべきところを、誤って、前

年度の生徒数を使用していたため、加算単価の対象とならない生徒数 21人が含まれてい

たり、19年度における中学校の教員の能力開発及び資質向上の促進分に係る生徒数につ

いて 16校の 7,484人としていたが、その中に同県が特別な助成をしていないため加算単

価の対象とならない 1校の生徒数 144人が含まれていたりなどしていた。

したがって、これらの加算単価の対象とならない生徒等数を除外して加算単価を算定す

ると加算単価がそれぞれ減少して、生徒等 1人当たりの国庫補助単価も減少するなどのた

め、適正な国庫補助金は 16年度 4,019,858,000円、18年度 4,234,675,000円、19年度

4,071,452,000円、計 12,325,985,000円となり、16年度 200,000円、18年度 576,000円、19

年度 1,450,000円、計 2,226,000円が過大に交付されていた。

（51） 高 知 県 14 613,617 3,205

高知県は、管内の私立学校の加算単価の対象としていた生徒等数に基づき、平成 14年

度 613,617,000円の補助金の交付を受けていた。そして、前記の依頼文書に基づく見直し

の結果、小学校の教員の能力開発及び資質向上の促進分に係る児童数の算定などに誤りが

あるとしていた。

しかし、上記の誤りのほかにも、14年度における高等学校のレンタル又はリース方式

による教育用コンピュータ等整備の推進分に係る生徒数について 6校の 3,589人としてい

たが、その中に同県が特別な助成をしていないため加算単価の対象とならない 4校の生徒

数 3,351人が含まれているなどの誤りがあった。

したがって、この加算単価の対象とならない生徒数を除外して加算単価を算定すると加

算単価が減少して、生徒 1人当たりの国庫補助単価も減少するなどのため、適正な国庫補

助金は 14年度 603,769,000円となり、同県の見直しの結果による過大交付額 6,643,000円

を除いても、なお 3,205,000円が過大に交付されていた。

（50）（51）の計 12,941,828 5,431
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（52） 私立大学等経常費補助金（私立大学教育研究高度化推進特別補助）の経理が不当と認め

られるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）私立学校助成費

部 局 等 文部科学本省

補 助 の 根 拠 私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

学校法人獨協学園

補 助 事 業 私立大学等経常費補助（私立大学教育研究高度化推進特別補助）

補助事業の概要 私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課

程等に係る教育の振興のために、私立大学等の経常的経費について、

学校法人に補助を行い、私立大学等における教育研究の高度化を図る

もの

上記に対する国
庫補助金交付額

2,878,009,000円（平成 14年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

7,622,000円（平成 14年度～18年度）

1 補助金の概要

文部科学省は、私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）に基づき、私立の大学、短期大

学及び高等専門学校（以下「私立大学等」という。）を設置する学校法人に私立大学等経常費補

助金（私立大学教育研究高度化推進特別補助）（以下「補助金」という。）を交付している。この

補助金は、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る

教育の振興のために、私立大学等の経常的経費について、国から学校法人に補助を行い、私

立大学等における教育研究の高度化を図るものである。

補助金の額は、「私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要

綱」（昭和 52年文部大臣裁定）に基づき、「私立大学等経常費補助金（私立大学教育研究高度化推

進特別補助）配分基準」に定める項目により算定している。

この補助の対象となる項目には「研究科特別経費（研究科分）」等があり、直近の 5年間に博

士の学位の授与がなされた大学院研究科を設置する学校法人に対して、博士後期課程を置く

研究科における高度な研究や教育研究基盤の充実を図るなどのために必要な経費の 2分の 1

以内の額を補助している。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、所要経費の算定が適切に行われているかなどに着眼し

て、文部科学省及び同省が平成 17年度又は 18年度に補助金を交付している 598学校法人

のうち 48学校法人において、補助金の額の算定資料等の書類により会計実地検査を行っ

た。そして、所要経費の算定が適切でないと思われる事態があった場合には、学校法人に

報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

なお、本院は、19年次の学校法人獨協学園における会計実地検査の結果、同学校法人

が設置する獨協医科大学に所属する医学部助教授が、同学校法人に架空の取引に係る購入
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代金を支払わせていたため、補助金が過大に交付されていた事態について平成 18年度決

算検査報告に掲記した。その際、同学校法人に対して、同大学の他の教員及び他の研究資

金についても調査を求めていたところ、19年 11月に同学校法人より調査結果の報告を受

けたので、その報告内容の確認も行った。

� 検査の結果

検査したところ、学校法人獨協学園は、文部科学省に提出した算定資料において、獨協

医科大学医学部教授等 6名を研究代表者等として実施した 14年度から 18年度までの研究

科特別経費（研究科分）等に係る物品購入費等の所要経費を計 89,534,000円としていた。そ

して、同省は、この数値に基づき、上記の所要経費に係る補助金を 35,596,000円とするな

どして、14年度から 18年度までの同学校法人に対する補助金を合計 2,878,009,000円と算

定していた。

しかし、上記の所要経費計 89,534,000円のうち 19,430,580円については、教授等 6名が

業者に架空の取引を指示して虚偽の請求書等を作成させて、同学校法人に架空の取引に係

る購入代金を支払わせていたものであり、教授等 6名は 19,430,580円全額を業者に預けて

別途に経理していた。

したがって、これを除外して算定すると、補助の対象となる所要経費は計 70,175,000円

に減少するので、教授等 6名の研究科特別経費（研究科分）等に係る適正な補助金は

27,974,000円となり、補助金 7,622,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同学校法人において、物品の納品検査等が十分でな

かったこと、教授等 6名において、事実に基づいて所要経費の適正な執行を行わなければ

ならないという基本的な認識を欠いていたこと、文部科学省において、学校法人及び教員

等に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を行っていたもの

の、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。

（53） 研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費）の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）科学技術振興費

部 局 等 文部科学本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

大学長及び研究グループ（事業推進担当者 11）

補 助 事 業 研究拠点形成費等補助

補助事業の概要 大学院研究科等の専攻等が世界的な研究教育拠点を形成するために必

要な事業を実施するもの

上記に対する国
庫補助金交付額

195,800,000円（平成 17年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

7,413,000円（平成 17年度）
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1 補助金の概要

� 研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費）の概要

文部科学省は、平成 14年度から、世界最高水準の大学づくりを推進して、我が国の科

学技術の水準の向上及び高度な人材育成に資することを目的として、研究拠点形成費等補

助金（16年度以前は研究拠点形成費補助金。以下「補助金」という。）を交付している。

この補助金は、大学院研究科等の専攻等が世界的な研究教育拠点を形成するために必要

な事業（以下「拠点プログラム」という。）を実施するための経費について、代表者としての

大学長及び補助事業の実施に中心的な役割を果たす研究者である事業推進担当者に対して

補助するものである。

また、この補助金の補助対象経費は設備備品費、旅費、人件費、事業推進費その他文部

科学省が認めた経費等とされていて、このうち事業推進費は消耗品費や雑役務費等とされ

ている。

� 補助金の管理方法

交付された補助金の管理方法については、「研究拠点形成費等補助金交付要綱」（平成 14

年 4月文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。）等により、事業推進担当者が、その所属

する大学の事務局に委任して行うこととされている。そして、委任を受けた事務局は補助

金及び納品書、請求書等の関係書類の管理を適切に行うこととされている。

� 補助事業の期間等

交付要綱等により、補助金による研究の実施期間は、原則として 5年とされている。し

かし、補助金の交付は年度ごとに行われるため、補助の対象となるものは、支払の対象と

なる行為が交付決定のなされた国の会計年度中（当該年の 4月 1日から翌年の 3月 31日ま

で）に発生かつ終了するものに限られることとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、交付された補助金が大学において交付要綱等に従って適

切に管理されているかなどに着眼して、補助金が交付されている 91大学のうち、36大学

において会計実地検査を行った。そして、これらの 36大学が行っている 171の拠点プロ

グラムについて納品書、請求書等の書類により検査するとともに、補助金の管理が適切で

ないと思われる事態があった場合には、大学に報告を求めて、その報告内容を確認するな

どの方法により検査した。

� 検査の結果

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

文部科学省は、15年度から 19年度までの 5年間を研究期間として、国立大学法人東京

大学（16年 3月 31日以前は東京大学。以下「東京大学」という。）大学院医学系研究科内科

学専攻における拠点プログラムを採択している。そして、同省は、東京大学の学長及び

11名の事業推進担当者に対して 17年度に、補助金 195,800,000円を交付しており、東京

大学の事務局が補助金の管理を行っている。

そして、東京大学の事務局は、本件補助事業の事業推進担当者である教授の 1人から

17年 4月から 11月までの間に納入されたとする実験用動物のマウスに係る納品書、請求

書等の提出を受けて、消耗品費として業者に 7,413,000円を 17年 12月及び 18年 1月に支
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払っていた。

しかし、実際に上記の実験用動物のマウスが納品されたのは 15年 5月から 16年 1月ま

での間であり、15年度に納品されたものであることから、マウスの購入経費 7,413,000円

は本件 17年度補助事業の補助対象経費とは認められない。

したがって、適正な補助対象経費に基づいて補助金の額を算定すると 17年度の補助対

象事業費は 188,387,000円となり、補助金 7,413,000円が過大に交付されていて、不当と認

められる。

このような事態が生じていたのは、事業推進担当者において、補助金の原資は税金であ

り、事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、補助金を

管理する東京大学において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったこと、文部科学省

において、事業推進担当者及び大学に対して補助金の適正な執行について必要な措置の導

入や指導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1） 日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業の実施に当たり、日本語教育機関の審

査を行う審査委員会の実施経費について、審査料収入で経費を賄えることから、補助

対象経費から除外するよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文部科学本省 （項）文部科学本省

部 局 等 文部科学本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 � ユネスコ・文化交流協会 （平成 15年度～18年度）

� 財団法人日本語教育振興協会（事業主体）（平成 19年度）

間接補助事業者
（事 業 主 体）

� 財団法人日本語教育振興協会（平成 15年度～18年度）

補 助 事 業 日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業

補助事業の概要 日本語教育機関の新設等に当たり審査を行う審査委員会の設置・運営

等

補助対象経費 � 1億 8117万余円（平成 15年度～18年度）

� 4386万余円（平成 19年度）

計 2億 2504万余円

上記に対する国
庫補助金交付額

� 1億 8117万余円

� 4386万余円

計 2億 2504万余円

節減できた国庫
補助金交付額

� 4382万円（平成 15年度～18年度）

� 802万円（平成 19年度）

計 5184万円
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1 補助事業の概要

文部科学省は、平成 15年度から 18年度までの毎年度、「ユネスコ活動費補助金・政府開

発援助ユネスコ活動費補助金・国際文化交流促進費補助金・文化交流団体補助金・政府開発

援助文化交流団体補助金（ユネスコ・文化交流協会補助）交付要綱」（昭和 53年文部大臣裁定）等

に基づき、ユネスコ・文化交流協会に対して、政府開発援助文化交流団体補助金を交付して

いる。この補助金は、ユネスコ・文化交流協会が財団法人日本語教育振興協会（以下「日本語

教育振興協会」という。）の実施する日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業について

補助金を交付する場合に、ユネスコ・文化交流協会に対して同額が交付されるものである。

また、文部科学省は、19年度については、「文化交流協会団体補助金・政府開発援助文化

交流協会団体補助金交付要綱」（平成 19年文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。）に基づ

き、上記の事業を実施する日本語教育振興協会に対して直接、当該補助金を交付している。

そして、15年度から 19年度までの間に日本語教育振興協会に対して交付されたこれらの

補助金の額は、計 2億 2504万余円となっている。

これらの補助金の補助対象経費は、日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業に要す

る経費とされており、この経費には、審査委員会の実施経費が含まれている。この審査委員

会の実施経費は、日本語教育振興協会が日本語教育機関の新設、定員改定等の際に教員数、

校舎面積等の基準を満たしているかの審査を行い、当該基準を満たしている場合にその旨の

認定を行う事業（以下「審査・認定事業」という。）に要する経費のうち、その審査を行うため

に審査委員会を設置して運営するための経費である。

一方、日本語教育振興協会は、審査・認定事業を実施するに当たり、実施要項を定めて、

審査・認定を申請する日本語教育機関から審査料を徴収して、審査料収入により審査・認定

事業を実施することを基本としている。そして、審査料収入が審査・認定事業に要する経費

を下回った場合には、審査料を増額改定するなどしている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性、有効性等の観点から、15年度から 19年度までの間に日本語教育振興協

会が実施した本件補助事業について、補助対象経費の算定が適切に行われているか、審査委

員会の実施経費を補助対象とする必要があるかなどに着眼して、文部科学省、ユネスコ・文

化交流協会及び日本語教育振興協会において、補助金交付申請書、実績報告書、収支計算書

等の書類により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

15年度以降の各年度において、審査料収入と審査・認定事業に実際に要した経費を比較

したところ、次表のとおり、15年度を除き各年度とも審査料収入が審査・認定事業に要す

る経費を上回っていた。
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表 審査料収入と審査・認定事業に要する経費の比較 （単位：千円）

区分

年度
審査料収入 （A） 審査・認定事業に

要する経費 （B） 差 額（A－B）

平成 15年度 15,390 17,993 � 2,603

16年度 17,570 14,748 2,821

17年度 21,740 17,433 4,306

18年度 20,195 19,185 1,009

19年度 23,540 20,422 3,117

計 98,435 89,783 8,651

このように、審査料収入が審査・認定事業に要する経費を上回っていることから、同事業

に要する経費の一部である審査委員会の実施経費についても審査料収入で賄うことができる

のに、これを補助の対象としている事態は適切とは認められず、改善の必要があると認めら

れた。

（節減できた国庫補助金交付額）

審査委員会の実施経費を補助対象経費から除外して補助金交付額を算定すると、15年度

から 19年度まで計 1億 7319万余円となり、前記の補助金交付額計 2億 2504万余円を計

5184万余円節減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、日本語教育振興協会が審査に当たって日本語教育機関

から審査料を徴しているにもかかわらず、文部科学省において、審査委員会の実施経費を補

助対象とする必要があるかどうかの検討を行っていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、文部科学省は、20年 8月に交付要綱を改正して、

補助対象経費から審査委員会の実施経費を除外することとする処置を講じた。

（ 2） アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業の実施に当たり、事業の実績額

により契約金額の精算を行うこととするよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）文化庁 （項）文化庁

部 局 等 文化庁

契 約 名 アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業

契 約 の 概 要 文化遺産の保護に資する研修の開催等を行うもの

契約の相手方 財団法人ユネスコ・アジア文化センター

契 約 平成 15年 7月、16年 7月、17年 7月、18年 6月、19年 7月 随意

契約

契 約 金 額 2億 7521万余円（平成 15年度～19年度）

精算されていな
かった契約金額
と実績額との差
額

2623万円（平成 15年度～18年度）
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1 契約等の概要

� アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業の概要

文化庁は、平成 15年度から 19年度までの間に、アジア太平洋地域の世界遺産等の文化

財保護に関する国際協力を充実させることを目的として、アジア太平洋地域世界遺産等文

化財保護協力推進事業を随意契約により財団法人ユネスコ・アジア文化センター（以下「セ

ンター」という。）に請け負わせて実施している。

この事業のうち文化遺産の保護に資する研修は、アジア太平洋地域の文化遺産保護に携

わる専門家や実務担当者を研修生として我が国に招へいして研修を行うものであり、研修

生の専門的要求に応じて個別に実施する個人研修と、文化庁の定めた研修内容に基づき 1

回当たり 15名程度の研修生を対象に実施する集団研修がある。

� 契約金額の決定等

文化庁は、本件請負契約の締結に当たり、研修の予定等を基に仕様書を作成しており、

これに基づき個人研修、集団研修等の項目ごとに事業費を積算している。事業費のうち、

研修生の宿泊費等については研修生の人数に宿泊数及び単価を、研修の際の通訳謝金につ

いては通訳の人数に必要日数及び単価をそれぞれ乗ずるなどして算出した上で、これらを

合算するなどして予定価格を算定している。そして、文化庁は、上記の仕様書をセンター

に提示して見積書を徴した上で、この予定価格を上限として契約金額を決定しており、契

約金額は、15年度 5517万余円、16年度 5517万余円、17年度 5517万余円、18年度 5517

万余円、19年度 5449万余円、計 2億 7521万余円となっている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、契約金額が適切なものとなっているか、事業の実績が積算

とか
�

い
�

離していないかなどに着眼して、文化庁及びセンターにおいて会計実地検査を行っ

た。そして、15年度から 19年度までの契約を対象として、契約書、会計帳簿等の書類によ

り検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり、個人研修における研修生の宿泊数や通訳の必要日数等の実

績が積算とか
�

い
�

離していた。

� 研修生の宿泊数

本件契約の仕様書によれば、個人研修の開催期間は「おおむね数週間から 2ヶ月を目途

とする」とされていた。そこで、文化庁は、15年度から 18年度までの予定価格の積算に

当たり、研修生の宿泊数を仕様書記載の最大値である 2か月とするなどして、これに研修

生の人数を乗じて延べ宿泊数を 171泊から 240泊（平均 192.7泊）と算出するなどして宿泊

費等の額を積算していた。

しかし、15年度から 18年度までの延べ宿泊数の実績は、82泊から 156泊（平均 123.5

泊）となっていて、積算を大きく下回っていた。

� 通訳の必要日数等

文化庁は、16年度から 18年度までの予定価格の積算に当たり、個人研修に通訳謝金を

計上しており、前記（1）と同様に研修の開催期間を 2か月とするなどして、これに想定さ

れる研修生の使用言語、語学能力等に応じた通訳者数を乗じて通訳の人日数を 61人日か
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ら 183人日（平均 121.3人日）と算出するなどして通訳謝金の額を積算していた。

しかし、16年度から 18年度までの通訳の人日数の実績は、38.5人日から 48.5人日（平

均 45.0人日）となっていて、積算を大きく下回っていた。

そこで、15年度から 18年度までの契約金額とセンターが実際に支払った実績額を比較し

たところ、次表のとおり、毎年度、契約金額が実績額とか
�

い
�

離しており、両者の差額は 15

年度から 18年度までで計 2623万余円となっていた。

しかし、文化庁は、本件各請負契約を精算条項を付さない確定契約として締結していたた

め、実績額に基づいた契約金額の精算が行われていなかった。

表 契約金額と実績額との比較 （単位：千円）

年 度 契約金額（A） 実績額（B） 差額（C＝A－B）

平成 15 55,179 48,327 6,851

16 55,179 47,053 8,125

17 55,179 48,087 7,091

18 55,179 51,015 4,163

計 220,716 194,483 26,232

このように、文化庁が本件各請負契約を確定契約として締結していることは、実績額が契

約金額を下回った場合にもその差額が精算されない結果となり、適切とは認められず、改善

の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、仕様書の作成及び予定価格の算定の段階においては研

修の開催期間及び研修生の使用言語、語学能力等が確定していないことなどから、契約金額

と実績額に大きなか
�

い
�

離が生ずることが十分予測されるにもかかわらず、文化庁において、

契約金額と実績額にか
�

い
�

離が生じていることについて調査・把握せずに、本件各請負契約を

確定契約として締結していたことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、文化庁は、20年 9月に契約を締結した 20年度契約

から契約書に精算条項を加えるなどして、契約相手方から収支計算書等を徴して実績額を確

認した上で、事業の実績額により契約金額の精算を行うこととする処置を講じた。
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第 9 厚 生 労 働 省

不 当 事 項

保 険 料（54）（55）

（54） 労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（徴収勘定）（款）保険収入

（項）保険料収入

部 局 等 12労働局

保険料納付義務
者

徴収不足があった事業主数 333事業主

徴収過大があった事業主数 130事業主

徴収過不足額 徴収不足額 320,681,376円（平成 17年度～20年度）

徴収過大額 83,332,874円（平成 17年度～20年度）

1 保険料の概要

� 労働保険

労働保険は、労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）及び雇用保険を総称するも

のである。このうち、�労災保険は、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病等

に対する療養補償給付等を行う保険であり、原則として、事業所に使用されるすべての労

働者が対象となる。また、�雇用保険は、労働者の失業等に対する失業等給付、雇用安定

事業等を行う保険であり、常時雇用される一般労働者のほか、事業所で雇用されるいわゆ

るパートタイム労働者等のうち 1週間の所定労働時間が 20時間以上で引き続き 1年以上

雇用されることが見込まれるなどの要件を満たす労働者などが被保険者となる。

� 保険料の徴収

保険料は、�労災保険分については事業主が負担して、�雇用保険分については、失業

等給付に充てる部分を労働者と事業主とが折半して負担し、雇用安定事業等に充てる部分

を事業主が負担して、�と�のいずれも事業主が納付することとなっている。

保険料の納付は、原則として次のとおり行われることとなっている。

ア 毎年度の初めに、事業主は、都道府県労働局（以下「労働局」という。）に対して、その

年度の労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率
（注）

を乗じて算定した概算保険料を申告

して、納付する。

イ 次の年度の初めに、事業主は、労働局に対して、前年度に実際に支払った賃金総額に

基づいて算定した確定保険料申告書を提出する。

ウ 労働局は、この申告書の記載内容を審査して、その結果に基づき保険料の過不足分が

精算される。
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この労働保険の保険料の平成 19年度の収納済額は 3兆 4908億余円に上っている。

（注） 保険料率 労災保険率と雇用保険率に分かれており、それぞれ次のとおりである。

� 労災保険率は、労災保険の適用を受けるすべての事業の過去 3年間の業務災害及

び通勤災害に係る災害率等を考慮して定められており、事業の種類ごとに平成 17

年度の場合は最低 1000分の 5から最高 1000分の 129、18年度以降の場合は最低

1000分の 4.5から最高 1000分の 118となっている。

� 雇用保険率は、失業等給付、雇用安定事業等に要する費用を考慮して定められて

おり、17、18両年度の場合は 1000分の 19.5（ただし、農林、水産等の事業は 1000

分の 21.5、建設の事業は 1000分の 22.5）、19年度以降の場合は 1000分の 15（ただ

し、農林、水産等の事業は 1000分の 17、建設の事業は 1000分の 18）となってい

る。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

近年、事業所で雇用されるいわゆるパートタイム労働者等が増加していることから、本

院は、全国 47労働局のうち、12労働局において会計実地検査を行い、管内の事業主のう

ち、これらの労働者を雇用している割合が高いと思われる事業主等 594事業主を選定し

て、合規性等の観点から、当該事業主の雇用する労働者の保険加入が適正になされている

かなどに着眼して、17年度から 20年度までの間における各労働局の保険料の徴収の適否

について、事業主から提出された確定保険料申告書等の書類により検査した。そして、適

正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、そ

の報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 徴収過不足の事態

検査の結果、上記 594事業主のうち、333事業主について徴収額が 320,681,376円不足

しており、130事業主について徴収額が 83,332,874円過大となっていて、不当と認められ

る。

このような事態が生じていたのは、事業主が確定保険料申告書を提出するに当たり、制

度を十分理解していなかったり、計算誤りをしたりなどしていて、賃金総額の記載が次の

ように事実と相違するなどしていたのに、前記の 12労働局において、これに対する調査

確認が十分でなかったことによると認められる。

ア 雇用保険分の保険料の算定において、同保険の加入要件を満たすパートタイム労働者

等を保険加入させていなかったため、その賃金が算入漏れとなっていた。

イ 労災保険分の保険料の算定において、出向労働者に支払われた賃金は出向先の賃金総

額に含めて保険料を算定すべきところ、出向先においてその賃金が算入漏れとなってい

た。

上記アの事態について、事例を示すと次のとおりである。
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＜事例＞

A労働局は、貨物取扱業を営む事業主 Bから、平成 19年度の労働保険の保険料につ

いて、雇用保険の被保険者 80人に対して支払った賃金総額は 340,675千円、その雇用

保険料は 5,110,125円であるとした確定保険料申告書の提出を受けて、これに基づき、

当該雇用保険料額を徴収していた。

しかし、事業主 Bは、雇用保険加入要件を満たすパートタイム労働者等 117人を雇

用保険に加入させておらず、確定保険料申告書において、これらの者に対して支払った

賃金 362,212千円を賃金総額に算入していなかった。このため、雇用保険料 5,433,180

円が徴収不足となっていた。

なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、すべて徴収

決定又は還付決定の処置が執られた。

これらの徴収不足額及び徴収過大額を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労 働 局 名 本院の調査に係
る事業主数

徴収不足があっ
た事業主数
徴収過大があっ
た事業主数

徴 収 不 足 額

徴収過大額（�）

千円

北 海 道 74 40 29,663
18 � 3,922

福 島 34 17 13,623
8 � 17,583

埼 玉 58 32 16,822
8 � 14,108

東 京 98 54 70,394
26 � 22,900

神 奈 川 74 41 40,666
8 � 1,878

愛 知 64 41 53,418
16 � 3,221

大 阪 63 36 48,524
12 � 6,595

和 歌 山 32 22 18,187
9 � 2,515

鳥 取 22 10 4,313
6 � 2,430

福 岡 31 7 3,664
7 � 3,534

佐 賀 23 17 4,330
7 � 774

鹿 児 島 21 16 17,073
5 � 3,866

計 594 333 320,681
130 � 83,332

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、事業主に対する関係法令等の周知徹底等を図って適正な申

告・納付を励行させるとともに、確定保険料申告書等に係る調査確認の強化を図る必要が

あると認められる。
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（55） 健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

会計名及び科目 年金特別会計（健康勘定） （款）保険収入

（項）保険料収入

（厚生年金勘定） （款）保険収入

（項）保険料収入

平成 18年度以前は、

厚生保険特別会計（健康勘定） （款）保険収入

（項）保険料収入

（年金勘定） （款）保険収入

（項）保険料収入

部 局 等 27社会保険事務局（156社会保険事務所及び 27社会保険事務局社会保

険事務室）

保険料納付義務
者

625事業主

徴 収 不 足 額 健康保険保険料 475,299,508円

（平成 17年度～20年度）

厚生年金保険保険料 1,313,433,387円

（平成 17年度～20年度）

計 1,788,732,895円

1 保険料の概要

� 健康保険及び厚生年金保険

健康保険
（注 1）

は、常時従業員を使用する事業所の従業員を被保険者として、業務外の疾病、

負傷等に関して医療、療養費、傷病手当金等の給付を行う保険である。また、厚生年金保

険は、常時従業員を使用する事業所の 70歳未満の従業員を被保険者として、老齢、死亡

等に関して年金等の給付を行う保険である。

そして、事業所に使用される従業員のうち、いわゆるパートタイム労働者等の短時間就

労者については、労働時間、労働日数等からみて当該事業所に常用的に使用されている場

合には被保険者とすることとされている。

（注 1） 健康保険 健康保険法（大正 11年法律第 70号）の改正により、従来政府が管掌していた

健康保険は、平成 20年 10月 1日以降、全国健康保険協会が管掌することとなっ

た。ただし、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額

の決定、保険料の徴収等の業務については、引き続き社会保険庁が行うこととなっ

ている。

� 保険料の徴収

保険料は、被保険者と事業所の事業主とが折半して負担し、事業主が納付することと

なっている。

そして、事業主は、地方社会保険事務局の社会保険事務所又は社会保険事務局社会保険

事務室（以下「社会保険事務所等」という。）に対して、健康保険及び厚生年金保険に係る次

の届け書を提出することとなっている。
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� 新たに従業員を使用したときなどには、資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保

険者資格取得届

� 被保険者が退職等により資格を喪失したときには、資格喪失年月日等を記載した被保

険者資格喪失届

� 毎年 7月には、同月 1日現在において使用している被保険者の報酬月額等を記載した

被保険者報酬月額算定基礎届

� 被保険者の報酬月額が所定の範囲以上に増減したときには、変更後の報酬月額等を記

載した被保険者報酬月額変更届

� 賞与を支給したときには、被保険者の賞与額等を記載した被保険者賞与支払届

これらの届け書の提出を受けた社会保険事務所等は、その記載内容を審査するととも

に、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額
（注 2）

を、また、被保険者

の賞与額に基づいて標準賞与額
（注 3）

を、それぞれ決定してこれらに保険料率を乗じて得た額を

保険料として徴収している。

保険料の平成 19年度の収納済額は、健康保険保険料 6兆 7792億余円、厚生年金保険保

険料 21兆 9690億余円、計 28兆 7483億余円に上っている。

（注 2） 標準報酬月額 健康保険では第 1級 58,000円から第 47級 1,210,000円まで（平成 19年

3月以前は第 1級 98,000円から第 39級 980,000円まで）、厚生年金保険では第 1級

98,000円から第 30級 620,000円までの等級にそれぞれ区分されている。被保険者の

標準報酬月額は、実際に支給される報酬月額をこの等級のいずれかに当てはめて決

定される。

（注 3） 標準賞与額 各被保険者の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額で、健康保険で

は 1年度の支給累計額で 540万円（平成 19年 3月以前は 1回の支給につき 200万

円）、厚生年金保険では 1回の支給につき 150万円がそれぞれ上限とされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点及び対象

本院は、毎年度の決算検査報告において、短時間就労者を使用している事業主や特別支

給の老齢厚生年金
（注 4）

の裁定を受けて年金の額の全部を支給されている受給権者（後掲 255

ページの「厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの」参照）を使用してい

る事業主が届出を適正に行っていなかったなどのため多額の保険料が徴収不足となってい

る事態を掲記している。

そして、短時間就労者が増加傾向にあることから、検査に当たっては、全国の 47社会

保険事務局の 312社会保険事務所等（20年 3月末現在）のうち、27社会保険事務局の 200

社会保険事務所等において、短時間就労者を多数使用している事業主を中心として、特別

支給の老齢厚生年金の裁定を受けて年金の額の全部を支給されている受給権者を使用して

いる事業主等も含めた 1,419事業主について、合規性等の観点から、被保険者資格取得届

等の提出が適正になされているかに着眼して、17年度から 20年度までの間の保険料の徴

収の適否を検査した。

（注 4） 特別支給の老齢厚生年金 厚生年金保険において行う保険給付であり、厚生年金保険

の被保険者期間が 1年以上あって老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が 25年以

上ある者等に 60歳以上 65歳に達するまでの間支給される。そして、受給権者が厚
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生年金保険の適用事業所に使用されて被保険者である間は、その者の標準報酬月額

等が一定額を超える場合等には年金の額の一部又は全部の支給が停止される。

� 検査の方法

本院は、上記の 27社会保険事務局の 200社会保険事務所等において、事業主から提出

された健康保険及び厚生年金保険に係る届け書等の書類により会計実地検査を行った。そ

して、適正でないと思われる事態があった場合には、更に社会保険事務所等に調査及び報

告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 徴収不足の事態

検査の結果、27社会保険事務局の 183社会保険事務所等管内における短時間就労者又

は特別支給の老齢厚生年金の受給権者を使用しているなどの 1,369事業主のうち 625事業

主について、徴収額が 1,788,732,895円（健康保険保険料 475,299,508円、厚生年金保険保

険料 1,313,433,387円）不足していて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主が次のように届出を適正に行っていなかった

のに、上記の 183社会保険事務所等において、これに対する調査確認及び指導が十分でな

かったことによると認められる。

ア 被保険者資格取得届の提出を怠っていたもの

507事業主 徴収不足額 1,582,885,360円

イ 資格取得年月日の記載が事実と相違していたもの

84事業主 徴収不足額 176,767,841円

ウ 被保険者賞与支払届の提出を怠っていたものなど

34事業主 徴収不足額 29,079,694円

このように事業主が届出を適正に行っていなかったのは、制度を十分に理解していな

かったり、従業員が受給している特別支給の老齢厚生年金が支給停止となる事態を避けよ

うとしたりしていたことなどによる。

徴収不足額の大部分を占める被保険者資格取得届の提出を怠っていた事態についての事

例を示すと次のとおりである。

＜事例 1＞ 短時間就労者を使用している事業主が被保険者資格取得届の提出を怠って

いたもの

A会社は、食料品の販売等の業務に従事する従業員 692人を使用していた。同会社の

事業主は、これら従業員のうち 260人については、勤務時間が短く常用的な使用でない

などとして、社会保険事務局社会保険事務室に対して被保険者資格取得届を提出してい

なかった。

しかし、上記の 260人について調査したところ、同会社はこのうち 27人を常用的に

使用しており、被保険者資格取得届を提出すべきであった。

このため、健康保険保険料 5,223,874円、厚生年金保険保険料 7,896,846円、計

13,120,720円が徴収不足になっていた。

＜事例 2＞ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者等を使用している事業主が被保険者資

格取得届の提出を怠っていたもの

B会社は、清掃等の業務に従事する従業員 399人を使用していた。同会社の事業主

は、これら従業員のうち年金の受給権者である 3人については、当該従業員から被保険

者資格取得届が提出されると受給している特別支給の老齢厚生年金が支給停止になると
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の申出を受けるなどしたため、社会保険事務所に対して被保険者資格取得届を提出して

いなかった。

しかし、上記の 3人及びその他の被保険者でない従業員 281人、計 284人について調

査したところ、同会社はこのうち上記の 3人及びその他の 17人、計 20人を常用的に使

用しており、被保険者資格取得届を提出すべきであった。

このため、健康保険保険料 3,789,026円、厚生年金保険保険料 3,332,396円、計

7,121,422円が徴収不足になっていた。

なお、これらの徴収不足額については、本院の指摘により、すべて徴収決定の処置が執

られた。

これらの徴収不足額を地方社会保険事務局ごとに示すと次のとおりである。

���������������������地方社会保
険事務局名

社会保険事務
所等

本院の調
査に係る
事業主数

徴収不足
があった
事業主数

徴収不足額

健 康 保 険
保 険 料

厚 生 年 金
保険保険料

計

千円 千円 千円

北 海 道 札 幌 西 等 8 66 22 8,815 13,141 21,956
宮 城 仙 台 北等 5 47 19 33,873 79,214 113,088
山 形 山 形等 2 2 2 639 711 1,350
福 島 東北福島等 6 41 23 10,558 21,556 32,115
茨 城 水 戸 北 等 5 76 27 8,449 28,922 37,372
栃 木 宇都宮西等 5 64 30 24,591 52,973 77,564
埼 玉 浦 和 等 7 39 20 23,236 36,572 59,808
千 葉 千 葉 等 7 61 22 13,912 149,497 163,409
東 京 千 代 田 等21 96 62 46,517 374,117 420,635
神 奈 川 鶴 見 等12 62 23 9,388 30,921 40,309
新 潟 新 潟 東 等 6 49 23 48,818 78,868 127,687
富 山 富 山 等 4 37 11 4,410 6,885 11,295
石 川 金 沢 北 等 4 26 10 14,617 23,285 37,902
静 岡 静 岡 等 9 86 37 37,647 64,818 102,465
愛 知 中 村 等 9 24 18 16,472 30,536 47,008
京 都 上 京 等 5 39 18 10,061 16,809 26,871
大 阪 天 満 等14 75 24 61,447 125,916 187,364
兵 庫 三 宮 等 9 78 46 19,832 42,484 62,317
島 根 松 江 等 2 39 13 4,981 8,128 13,109
岡 山 岡 山 東 等 5 37 24 12,690 22,127 34,817
広 島 広 島 東 等 7 52 19 7,686 14,001 21,688
香 川 高 松 東 等 3 48 15 2,713 4,063 6,777
愛 媛 松 山 東 等 5 28 16 8,021 12,425 20,447
福 岡 東 福 岡 等11 64 34 15,804 25,377 41,181
佐 賀 佐 賀 等 3 42 20 9,071 14,626 23,698
大 分 大 分 等 3 46 23 14,447 22,065 36,513
鹿 児 島 鹿児島南等 6 45 24 6,591 13,383 19,974
計 183か所 1,369 625 475,299 1,313,433 1,788,732

上記の事態については、社会保険庁は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同庁において、事業主に対する指導・啓発の徹底を図るとともに、短時間就

労者等が多いと見込まれる事業所に対する調査を重点的に実施するなどの必要があると認

められる。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 220 ―



予 算 経 理 （56）―（60）

（56）―

（58）
国の施設等機関における受託事業に係る会計経理が会計法令に違背しているもの

会計名及び科目 一般会計 （部）雑収入 （款）諸収入 （項）雑入

部 局 等 国立保健医療科学院、国立感染症研究所及び国立身体障害者リハビリ

テーションセンターの各施設等機関

受託事業の概要 上記の 3施設等機関において、独立行政法人国際協力機構から受託し

て研修を実施するもの

不当と認める委
託費の件数及び
金額

15件 37,808,799円（平成 18、19両年度）

1 受託事業の概要等

� 受託事業の概要

厚生労働省の施設等機関である国立保健医療科学院、国立感染症研究所及び国立身体障

害者リハビリテーションセンター（以下、これらを合わせて「 3機関」という。）は、それぞ

れ、独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency。以下「JICA」と

いう。）から委託を受けて、開発途上国の行政官等に対する研修を実施している。

この研修は、JICAが、政府開発援助における技術協力の一つとして実施しているもの

であり、開発途上国から国造りの担い手となる行政官や技術者を研修員として受け入れ

て、人材育成支援や課題解決支援を目的として、各分野の技術研修、訓練等を行い開発途

上国に対して技術の移転を行うものである。

そして、 3機関は、JICAとそれぞれ研修委託契約を締結して、平成 18年度 8研修コー

ス、19年度 7研修コース、計 15研修コースの研修を実施しており、JICAから 18年度計

22,656,817円、19年度計 15,151,982円、合計 37,808,799円の委託費の支払を受けている。

� 国の会計制度

国の予算については、財政法（昭和 22年法律第 34号）第 14条により、「歳入歳出は、すべ

て、これを予算に編入しなければならない」として総計予算主義の原則が定められてい

る。そして、予算の執行については、会計法（昭和 22年法律第 35号）第 2条により、各省各

庁の長は、「その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用す

ることはできない」として収入支出統一の原則が定められている。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、 3機関が JICAから委託を受けて実施している研修に係る

会計経理が適切に行われているかなどに着眼して、厚生労働本省、国立保健医療科学院及び

国立感染症研究所において会計実地検査を行うとともに、国立身体障害者リハビリテーショ

ンセンターについては、厚生労働本省における会計実地検査の際に検査を行ったほか同セン

ターから資料の提出を受けて検査を行った。
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そして、 3機関が 18、19両年度に JICAから委託を受けて実施した研修を対象として、

研修委託契約書、業務完了報告書等の関係書類により検査したところ、次のとおり適切とは

認められない事態が見受けられた。

すなわち、 3機関はいずれも、JICAから支払を受けた委託費を国庫に納付せず、市中銀

行に会計課長等の名義の口座を開設してこれを別途に経理して、当該口座から研修に必要と

なる外部講師謝金等の経費を直接支払っていた。

しかし、当該受託業務は、国の施設等機関としての 3機関が主体となって実施されている

ものであることから、 3機関は、JICAからの受託収入を国庫に納付し、また、受託業務に

係る支出を歳出予算から支出すべきであった。

＜事例＞

国立保健医療科学院は、JICAから委託を受けて、集団研修「保健衛生管理」等の研修業

務を平成 18年度に 4件（委託費計 10,600,075円）、19年度に 4件（委託費計 8,667,250

円）、合計 8件（委託費計 19,267,325円）実施している。

しかし、同院は、JICAから支払を受けた委託費を市中銀行に同院会計課長等の名義の

口座を開設してこれを別途に経理して、必要な費用を当該口座から直接支払うなどしてい

た。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 一般会計では、業務の受託により受託収入があっても、直ちに当該業務に要する経費に

係る予算の増額が可能となるわけではないという事情があるとしても、委託費を国の歳入

歳出とは別途に経理することが会計法令に違背していて認められないということを、 3機

関において十分に認識していなかったこと

イ 厚生労働省において、これらの受託研修に係る 3機関の会計経理の状況を把握しておら

ず、 3機関を十分に指導していなかったこと

したがって、 3機関における前記の取扱いは、総計予算主義を定めた財政法や収入支出統

一の原則を定めた会計法に違背するものであり、別途に経理していた委託費計 37,808,799円

が不当と認められる。

これを部局別に示すと、次のとおりである。

部 局 名 年 度 研修コース
数

契 約 件 数 別途に経理してい
た委託費の金額

件 千円

（56） 国立保健医療科学院 18、19 8 8 19,267

（57） 国立感染症研究所 18、19 5 5 9,292

（58） 国立身体障害者リハビリ
テーションセンター

18、19 2 2 9,248

（56）―（58）の計 15 15 37,808

なお、 3機関は、JICAと協議して、20年 7月以降に実施する受託研修から、研修に必要

な経費は JICAから支払われるようにした。
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（59） 診療収入の収納に当たり、不正に医事会計システムの収納データが削除されるなどし

て、削除された収納データに係る診療収入が国庫に納付されておらず、会計経理が著

しく適正を欠いているもの

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

会計名及び科目 国立高度専門医療センター特別会計 （款）病院収入

（項）診療収入

平成 15年度以前は、

国立病院特別会計（病院勘定）（款）病院収入

（項）診療収入

部 局 等 国立がんセンター中央病院

不適正な会計経
理の内容

会計窓口で診療に要した費用として納入される現金の収納事務

不適正な会計経
理により国庫に
納付されなかっ
た診療収入の額

30,409,050円（平成 13年度～19年度）

1 現金収納事務の概要

国立がんセンター（以下「センター」という。）は、がんその他の悪性新生物に関して、診

断・治療、調査・研究及び技術者の研修を行うために設置された機関であり、このうち中央

病院は、がんについての診断、治療及び臨床研究のための高度で専門的な機能と設備を持

ち、患者の診断、治療等（以下「診療」という。）を行っている。

中央病院において、診療を行ったときは、その診療に要した費用を診療収入として収納し

て、これを日本銀行歳入代理店に払い込むことにより国庫に納付している。

中央病院の会計窓口では、出納員が、診療に要した費用として保険診療に係る患者自己負

担分、保険診療外の医療相談料、文書料等の診療収入を現金で収納しており、この場合の現

金収納事務は、会計法（昭和 22年法律第 35号）、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165

号）、「出納員の設置について」（昭和 32年医発第 573号厚生省医務局長通知）等（以下、これらを

「会計法令等」という。）に基づき、次のとおり行うこととされている。

� 出納員は、会計窓口で診療に要した費用として現金を収納したときは、費用の算定、収

納した現金に係るデータ（以下「収納データ」という。）の登録等のために使用するコン

ピュータシステム（以下「医事会計システム」という。）により出力した領収証書を患者に交

付するとともに、その控えを収納の事実を確認する証拠書類として保管する。そして、領

収証書の出力後に請求内容に誤りなどがあった場合は、出納員が、当該領収証書に係る収

納データを削除する。

	 出納員は、会計窓口での現金収納事務の終了後、医事会計システムから当日収納した現

金に係る集計表（以下「収納速報リスト」という。）を出力して、これと突合することにより

会計窓口で収納した現金の額を確認する。そして、当該現金の額等を記載した現金払込書

を作成して、収納速報リスト等を添えて、現金を収入官吏に払い込む。


 収入官吏は、出納員から払い込まれた現金の額を収納速報リスト、領収証書控等により

確認して、当日又はその翌日に当該現金を日本銀行歳入代理店に払い込むとともに、歳入

徴収官に領収済報告を行う。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、中央病院において、合規性等の観点から、現金収納事務が適切に行われている

かなどに着眼して、平成 18、19両年度の診療収入を対象として、収納速報リスト、領収

証書控等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、18年度中の無作為に抽出した日の収納速報リストの金額が領収証書

控の合計額より少なくなっていて、その差額が国庫に納付されていないおそれがある事態

が見受けられた。このため、センターに対して事態の詳細について報告を求めるととも

に、その報告内容を確認するなどして更に検査を行ったところ、次のような事態が判明し

た。

中央病院では、13年 5月から本院が会計実地検査を行った 19年 5月までの間に現金収

納事務に従事していた複数の出納員が、請求内容に誤りなどがないにもかかわらず、不正

に収納データの一部を削除することにより収納速報リストの金額を改ざんして本来収納す

べき額より少なくするなどの処理を行った上、改ざん後の収納速報リストと同額の現金を

収入官吏に払い込んでいた。

また、収入官吏は、収納速報リストの金額と領収証書控とを突合するなどの点検を怠っ

ていたため、これらの不符合に気付かず、出納員から払い込まれた現金の額を改ざん後の

収納速報リストにより確認して、これを日本銀行歳入代理店に払い込んでいた。

これらのため、次表のとおり、13年 5月から 19年 5月までの間に不正に削除された収

納データに係る診療収入計 2,708件、30,409,050円が国庫に納付されていなかった。

表 国庫に納付されなかった診療収入

年 度 件 数 金 額

平成 13 324件 2,553,600円

14 476件 4,846,800円

15 818件 10,314,150円

16 295件 3,287,550円

17 312件 3,388,350円

18 431件 5,336,100円

19 52件 682,500円

計 2,708件 30,409,050円

（注） 平成 13年度は 5月以降、19年度は 5月までの数値である。

なお、本院は、上記の不適正な会計経理により国庫に納付されなかった現金の行方等に

ついて、これまでセンターで調査を行っている職員から事情聴取するなどして検査してき

たものの、事実を裏付ける資料等が存在しないため確認できていない。

前記の事態は国の会計経理として著しく適正を欠くものであり、13年 5月から 19年 5

月までの間に国庫に納付されなかった診療収入計 30,409,050円が不当と認められる。
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このような事態が生じていたのは、センターにおいて、中央病院の現金収納事務に従事

していた出納員に国の会計経理は会計法令等に従って適正に行わなければならないとの認

識が著しく欠けていたこと、収入官吏が日々の現金収納事務の現状を把握しておらず、ま

た、関係書類の点検を十分に行っていなかったこと、歳入徴収官等の監督者の指導監督が

十分でなかったこと、内部監査が十分でなかったことなど、内部統制が機能していなかっ

たことなどによると認められる。

（60） 報償費の執行について、領収証書等の証拠書類が保存されていないなどのため、その

使途等を確認できない状況となっていて、会計経理が著しく適正を欠いているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）厚生労働本省

部 局 等 厚生労働本省

報償費の概要 労使紛争の動向等に関する情報を収集するための経費

報償費の執行額 5,100,000円（平成 13年度～17年度）

不当と認める報
償費の執行額

5,100,000円（平成 13年度～17年度）

1 報償費の概要

� 報償費の概要

厚生労働本省（以下「本省」という。）は、厚生労働省設置法（平成 11年法律第 97号）等の規

定に基づき、労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整及び労働関係の調整等に関

する事務（以下「労政事務」という。）を所掌しており、その事務を政策統括官に分掌させて

いる（以下、労政事務を分掌している政策統括官を「政策統括官（労働担当）」という。）。

そして、本省は、労政事務の一環として、労使紛争の動向等に関する情報を機動的・効

果的に収集するために必要な報奨金、報償物品購入費及び会合費に充てるための経費とし

て報償費を執行している。

� 報償費の予算額及び決算額

平成 13年度から 19年度までの間における報償費の予算額及び決算額は、次表のとおり

となっている。

表 報償費の予算額及び決算額 （単位：円）

年 度 予 算 額 決 算 額

平成 13 388,000 300,000

14 1,264,000 1,200,000

15 1,264,000 1,200,000

16 1,264,000 1,200,000

17 1,224,000 1,200,000

18 1,296,000 0

19 1,440,000 0

計 8,140,000 5,100,000
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� 報償費の会計手続等

本省は、報償費の支払、管理等に関する事務処理要領等を定めておらず、毎年度、報償

費の執行等について、政策統括官（労働担当）付労政担当参事官等を経て、政策統括官（労

働担当）が決裁を行い、これに基づいて事務処理等を行っている。同決裁によると、政策

統括官（労働担当）が取扱責任者として、また、政策統括官（労働担当）付政策統括官書記が

取扱者として、それぞれ報償費の支払、管理等に関する事務処理等を行うこととなってい

る。

報償費の会計手続及び上記の決裁に基づく支払の流れは、おおむね次のとおりとなって

いる。

� 取扱責任者は、報償費の支出に係る請求書を支出負担行為担当官の代行機関に提出す

る。

� 支出負担行為担当官の代行機関は、支出負担行為を行い、これに基づき官署支出官の

代行機関が支出決定を行う。

� 当該支出決定に基づき、センター支出官から日本銀行を経て、取扱責任者名義の銀行

口座に資金が振り込まれる。

� 取扱責任者は、取扱者に資金を管理させるとともに、取扱者を経由して報償費の支払

を行い、役務提供者等の支払先から領収証書を徴する。

� 報償費に係る計算証明

国の報償費は、支出官から取扱責任者への資金交付をもって会計法令上の支出事務は終

了したこととなるが、取扱責任者が交付を受けた報償費は依然として公金であり、取扱責

任者及び取扱者は報償費をその支出目的に従って適正に使用しなければならない。

したがって、取扱責任者から取扱者を経由しての役務提供者等への報償費の支払は、会

計検査院法第 22条第 1号の規定による本院の検査対象となり、計算証明規則（昭和 27年会

計検査院規則第 3号）等により、役務提供者等の領収証書等を、証拠書類として本院に提出

することとなっている。しかし、報償費に係る領収証書等のうち、情報収集、犯罪の捜査

活動等に使用される経費で、その経費の性質上、使途の詳細を明示して計算証明すること

が国の機密保持上適当でないと認められるものについては、同規則の規定に基づき、府省

等からの申請を受けて、当該領収証書等を本院から要求があったときに提出することとす

る証明方法が特に認められている。

そして、本院は、本省からの申請を受けて、報償費に係る計算証明のうち「労働行政の

協力者への謝金に係るもの」については、使途等を確認することができるように役務提供

者等の領収証書その他の証拠書類をすべて整備するなどして、本院の検査に支障がないよ

うにする旨の条件を付した上で、計算証明規則の規定に基づく証拠書類の手元保管の特例

を承認してきたところである。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、報償費の会計経理が適正に行われているかに着眼して、

本省において、13年度から 17年度までの間に執行された報償費を対象として、現金出納

簿等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場

合には、更に本省に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検

査を行った。
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� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 報償費の使途等に関する証拠書類等について

報償費の使途について、本省は厚生労働行政の協力者に対する謝金として支払ってい

るとしていた。そこで、本院が謝金支払に係る領収証書等の提示等を求めたところ、本

省は、13年度から 16年度までの分については謝金の支払相手先の氏名は不詳であると

して、領収証書を提示しなかった。また、17年度分については複数の支払相手先の氏

名を示して当該謝金を受領した旨の受領書を提出した。

そこで、本省を通じて、これら 17年度分の支払相手先に対して、報償費を受領した

事実の有無等に関する調査を実施したところ、いずれも、本省から報償費を受領してい

ない旨の回答であった。ただし、これらの者によると、本省と意見交換等の会合を持っ

たことはあるとしていた。

イ 報償費の使途等に関する取扱責任者等からの聴取内容について

上記の検査結果を踏まえて、本院は、13年度から 17年度までの報償費の取扱責任者

等に対して、報償費の使途等について聴取する方法等により検査を行った。その結果

は、おおむね次のとおりである。

� 取扱責任者からの聴取内容

取扱責任者は、労使紛争の動向等についての情報収集は政策立案のために重要であ

り、そのための経費として報償費の存在は認識していたが、経理処理は取扱者等が

行っており、自らが取扱責任者であるという認識はなく、経理処理等に関する決裁や

書類の作成のうち政策的な判断を必要としないものは、政策統括官（労働担当）付政策

統括官書記が適正にこれを行うことを前提にして、慣習により同者に押印を任せてい

たとしている。

� 取扱者からの聴取内容

取扱者は、厚生労働行政の協力者に謝金を支払ったとする関係書類に自らの印及び

取扱責任者の印を押していたが、実際には謝金を支払っておらず、また、報償費の使

途として情報収集のための会合に係る費用として支払った認識はあるが、裏付けとな

る領収証書等の証拠書類は一切残っていないので証明できないとしている。そして、

17年度においては、本省の内部監査で報償費の使途に関する証拠書類を整備するよ

う指導されたために、協力者から謝金支払の受領書を徴したこととして、事実と異な

る内容の受領書を作成したとしている。

以上のとおり、報償費の取扱責任者は自らが取扱責任者であることを認識せずに、経理

処理を取扱者等に任せていた。また、取扱者は事実と異なる内容の関係書類に自らの印及

び取扱責任者の印を押すなどして、謝金を支払っていないにもかかわらず支払ったことと

していた。そして、報償費の使途については、取扱者からの聴取によれば、情報収集のた

めの会合に係る費用に充てたとしているが、裏付けとなる領収証書等の証拠書類が一切保

存されていないことから、本院はこれを確認することができなかった。

このように、報償費の執行について、領収証書等の証拠書類が保存されていないなどの

ために、その使途等を確認できない状況となっており、13年度から 17年度までの間に執

行された報償費計 5,100,000円に係る会計経理が著しく適正を欠いていて、不当と認めら

れる。
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このような事態が生じていたのは、取扱責任者等において、報償費の会計経理を適正に

行うことに対する認識が著しく乏しかったこと、また、本省において、前記のとおり、報

償費について通常の計算証明の例外として特例の承認を受けて、その条件として領収証書

等の証拠書類を整備することなどが求められているにもかかわらず、報償費の支払、管理

等に関する事務処理要領等を定めていないなど、取扱責任者等の関係者に対する報償費の

適正な執行についての周知徹底が十分でなかったことなどによると認められる。

なお、本省は、本院の検査状況を踏まえた当面の措置として、18、19両年度における

報償費の予算執行を見合わせて、当該予算額の全額を不用とした。そして、本院の上記の

検査結果並びに近年における社会情勢及び労働情勢の変化を踏まえて、19年度限りで当

該報償費の制度を廃止した。

また、本件に関しては、会計経理が著しく適正を欠いていたことを踏まえて、関係者が

13年度から 17年度までの執行額に相当する額を国庫に納入している。

役 務（61）―（87）

（61） 地域労使就職支援事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業の経費に架空の経費

を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）職業転換対策事業費

部 局 等 厚生労働本省

契 約 名 地域労使就職支援事業委託（平成 15年度～18年度）

契 約 の 概 要 求人・求職ニーズ調査、各種の就職支援事業及び地域における失業者

等の再就職の促進に資すると認められる事業の実施

契約の相手方 23機構

契 約 平成 15年 4月ほか 随意契約

支 払 額 2,803,901,175円（平成 15年度～18年度）

過大になってい
る支払額

38,011,056円（平成 15年度～18年度）

1 委託事業の概要

� 委託事業の概要

厚生労働本省（以下「本省」という。）は、地域の労使団体が協力して、労使の創意工夫に

より就職支援のための事業を効果的に行うことにより、地域の雇用の改善を図ることを目

的として、各都道府県に設立された都道府県地域労使就職支援機構（以下「機構」という。）

に対して、地域労使就職支援事業（以下「委託事業」という。）の実施を委託している。

委託事業の内容は、求人・求職ニーズ調査、各種の就職支援事業及び地域における失業

者等の再就職の促進に資すると認められる事業の実施となっている。

� 機構の概要

平成 14年 12月の政労使雇用対策会議において「雇用問題に関する政労使合意」が成立し

て、労使団体は「相互理解に立って経営の安定と雇用の維持・確保に一致協力して取り組
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む」こととされた。そして、各都道府県に、都道府県レベルの民間の経営者団体及び労働

者団体を構成員とした機構が設立されて、国は、機構に対して、15年度から委託事業の

実施を委託して、効果的な地域の雇用改善を図ることとした。

機構には、委託事業に関する事務を行うために事務局が設置されており、当該事務局に

は、事業の企画及び実施並びに関係行政機関及び関係団体との連絡調整等に当たる者とし

てコーディネーターが置かれている。

� 委託費の交付、精算等の手続

委託事業に係る委託費の交付、精算等の手続は、「地域労使就職支援事業委託要綱」（平

成 15年 3月厚生労働事務次官通知）等によると、おおむね次のとおりとなっている。

� 本省は、委託事業の実施に当たり、機構から事業実施計画書の提出を受けて、その内

容が適当と認めるときは、当該機構との間で委託契約を締結する。そして、当該委託契

約に基づき、概算払により委託費を交付する。

� 機構は、委託事業が終了したときは、事業の成果を記載した地域労使就職支援事業実

施結果・精算報告書（以下「精算報告書」という。）を本省に提出する。

� 本省は、機構から提出された精算報告書の内容を審査して、適当と認めるときは委託

費の額を確定して精算する。

� 委託費の対象経費

委託費の対象経費は、�委託事業に従事するコーディネーターや事務補助者の人件費
（通勤手当、超過勤務手当等は除く。）、旅費、物品購入費、事務所借料等の管理費、�各
種セミナーの実施に係る会場費、講師謝金、テキスト・ポスター等の作成費、広告料等の

事業費となっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本件委託事業について、19年次に、22機構に支払われた委託費を対象として

検査した。その結果、17機構において、委託費から不正な支払を行ってこれを別途に経

理して、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていた事態を平成 18年度決算検査報

告に不当事項として掲記したところである。20年次は、合規性等の観点から、委託費が

事業の目的に沿って適正に使用されているかに着眼して、本省及び 19年次に検査を実施

した 22機構を除いた 25機構
（注 1）

において会計実地検査を行い、15年度から 18年度までの間

に 25機構に支払われた委託費を対象として、精算報告書等の書類により検査した。そし

て、適正でないと思われる事態があった場合には、更に本省等に調査及び報告を求めて、

その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

本省は、23機構
（注 2）

が 15年度から 18年度までの間に実施した委託事業について、各機構

から提出された精算報告書に基づき、委託費の支払額を計 2,803,901,175円と確定して精

算していた。

しかし、23機構は、委託費から、不正な支払を行ってこれを別途に経理したり、懇親

会に係る経費を支払ったりするなどして、計 38,011,056円を委託事業の目的外の用途に使

用するなどしていた。
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これを態様別に示すと、次のとおりである（機構数については重複しているものがあ

る。）。

ア 構成員である団体等に架空の領収書を発行させるなどして、委託費から不正な支払を

行い、これを別途に経理して委託事業の目的外の用途に使用するなどしていたもの

7機構 19,337,098円

＜事例 1＞

A機構において、次のような事態が見受けられた。

� A機構は、平成 15年度から 18年度までの間に、構成員である 2団体に架空の領

収書を発行させるなどして、会報掲載料等を支払った事実がないのに支払ったこと

としたり、15、17、18各年度に、虚偽の内容の関係書類を作成して、アルバイト

を雇用した事実がないのに雇用したこととしたりするなどして、委託費から計

7,756,720円を不正に支払い、これを別途に経理して委託事業の目的外の用途に使

用するなどしていた。

� 同機構は、15年度に、業者 Bに架空の領収書を発行させて、テレビ CMスポッ

ト料を支払った事実がないのに支払ったこととして、委託費から 1,050,000円を不

正に支払い、これを翌年度に同機構職員 2名の個人口座に入金していた。

このように、A機構は、構成員である団体に架空の領収書を発行させるなどして、

15年度から 18年度までの間に、委託費から計 9,970,619円を不正に支払い、このう

ち、3,758,709円を別途に経理して委託事業の目的外の用途に使用したり、同機構職

員の個人口座に入金したりするなどしていた。そして、差額の 6,211,910円について

は使途が不明となっている。

イ 職員の懇親会に係る飲食費、土産品代等を委託費から支払っていたもの

15機構 5,711,971円

＜事例 2＞

C機構は、平成 16年度に、運営委員会等の会議費として、計 277,140円を委託費

から支払っていたが、この会議費の中には、委託事業の対象外の経費である運営委員

会後の懇親会費等計 256,515円が含まれていた。

このように、C機構は、会議費に懇親会に係る経費を含めて支払うなどして、15

年度から 17年度までの間に、計 1,196,185円を委託事業の目的外の用途に使用してい

た。

ウ 委託事業に従事していない日数分の謝金をコーディネーターに支払ったり、委託事業

では認められていない通勤手当を支給したりするなどして、委託費から委託事業の対

象外の経費を支払うなどしていたもの

8機構 6,398,017円

エ 事務室の賃借料に、入居時等の改装に要した工事費を上乗せして支払っていたが、工

事費の支払が完了した後もこの上乗せ分を支払い続けていたり、再委託先から過大に

請求された経費を支払っていたりなどしていて、委託費から賃借料、再委託費等を過

大に支払っていたもの

13機構 6,563,970円
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したがって、次表のとおり、23機構が 15年度から 18年度までの間に実施した委託事

業に係る適正な委託費の額は計 2,765,890,119円となり、前記の委託費の支払額計

2,803,901,175円との差額計 38,011,056円が過大に支払われており、委託費の経理が適正を

欠いていて、不当と認められる。

表 地域労使就職支援事業における過大な支払額 （単位：円）

年度 委託費の支払額 適正な委託費の額 過 大 な 支 払 額

平成
15 905,871,562 893,251,543 12,620,019

16 895,688,291 885,710,428 9,977,863

17 706,197,184 697,446,047 8,751,137

18 296,144,138 289,482,101 6,662,037

計 2,803,901,175 2,765,890,119 38,011,056

このような事態が生じていたのは、機構において、委託事業の適正な執行及び委託費の

適正な会計経理に関する認識が欠けていたこと、また、本省において、精算報告書の内容

の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

上記の事態については、本省は、従来委託費の適正な執行に努めてきたところである

が、さらに、本省において、委託先に対する経理指導を徹底するとともに、委託費の精算

に当たっては、委託先から提出された精算報告書に係る審査の徹底を図るなど再発防止に

努める必要があると認められる。

（注 1） 25機構 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、埼玉県、神奈川県、新

潟県、石川県、福井県、長野県、三重県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、広

島県、徳島県、愛媛県、高知県、熊本県、鹿児島県各地域労使就職支援機構、佐賀

県及び宮崎県両雇用支援機構

（注 2） 23機構 宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、埼玉県、神奈川県、石川県、福

井県、長野県、三重県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、愛

媛県、高知県、熊本県、鹿児島県各地域労使就職支援機構、佐賀県及び宮崎県両雇

用支援機構

（62）―

（84）
地域求職活動援助事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から不正な支払を行

い、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていたため、委託費の支払額が過大と

なっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）職業転換対策事業費

労働保険特別会計（労災勘定） （項）労働福祉事業費

（雇用勘定） （項）雇用安定等事業費

部 局 等 23労働局

契 約 名 地域求職活動援助事業等 15事業に係る委託（平成 14年度～18年度）

契 約 の 概 要 地域内に所在する事業所に係る求人情報の収集・提供、就職を容易に

するための職業講習、企業説明会の実施等

契約の相手方 88団体
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契 約 平成 14年 4月ほか 随意契約

支 払 額 3,904,366,255円（平成 14年度～18年度）

過大になってい
る支払額

170,177,450円（平成 14年度～18年度）

1 委託事業の概要

� 委託事業の概要

都道府県労働局（以下「労働局」という。）は、地域の特性に即した雇用構造の改善、働

きやすい快適な職場環境の形成等を図ることを目的として、都道府県内の商工会議所、

経営者協会、労働基準協会等の団体に対して、地域求職活動援助事業、快適職場形成促進

事業等
（注 1）
（以下、これらを合わせて「委託事業」という。）の実施を委託している。

このうち、地域求職活動援助事業は、地域内に所在する事業所の求人情報の収集・提

供、就職を容易にするための職業講習、事業所の業務内容についての理解を深めるための

企業説明会等を実施するものである。また、快適職場形成促進事業は、快適な職場環境の

形成についての普及啓発を行うとともに、事業場から申請された快適職場推進計画の認定

に係る技術的審査等を実施するものである。

（注 1） 地域求職活動援助事業、快適職場形成促進事業等 地域求職活動援助事業、快適職場

形成促進事業、65歳雇用導入プロジェクト（平成 16年度以前は 65歳継続雇用達成

事業）、若年者地域連携事業、地域産業保健センター事業、地域高齢者能力活用職

域開発支援事業、地域林業雇用改善促進事業（15年度以前は地域求職活動援助事業

（地域林業雇用改善促進事業））、インターンシップ受入企業開拓事業、ジュニア・

インターンシップ推進事業、エイジフリー・プロジェクト地域普及啓発事業、パー

トタイム労働者の労働災害防止事業、小規模事業場産業保健活動促進モデル事業、

若年労働者の職場定着支援事業、2007年問題対応 U・Iターン事業及び有期契約労

働者労働条件改善推進事業

� 委託費の交付、精算等の手続

委託事業に係る委託費の交付、精算等の手続は、各事業の委託要綱等によると、おおむ

ね次のとおりとなっている。

� 労働局は、委託事業の実施に当たり、受託者から事業実施計画書の提出を受けて、そ

の内容が適当と認めるときは、当該受託者との間で委託契約を締結する。そして、当該

委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。

� 受託者は、委託事業が終了したときは、事業の成果を記載した事業実施結果・精算報

告書（以下「精算報告書」という。）を労働局に提出する。

� 労働局は、受託者から提出された精算報告書の内容を審査して、適当と認めるときは

委託費の額を確定して精算する。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、労働局が委託した事業について、平成 19年次に 27労働局を検査して、17労

働局が 37団体に委託した事業において、委託費から不正な支払を行ってこれを別途に経

理して、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていた事態を平成 18年度決算検査報

告に不当事項として掲記したところである。20年次は、合規性等の観点から、委託費が

事業の目的に沿って適正に使用されているかに着眼して、23労働局
（注 2）

及び 163団体におい
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て会計実地検査を行い、14年度から 18年度までの間に 163団体に支払われた委託費を対

象として、精算報告書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態が

あった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなど

の方法により検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

23労働局は、88団体
（注 3）

が 14年度から 18年度までの間に実施した委託事業について、各

団体から提出された精算報告書に基づき、委託費の支払額を計 3,904,366,255円と確定し

て精算していた。

しかし、88団体は、委託費から、不正な支払を行い、これを別途に経理するなどした

り、委託事業の対象外の経費を支払ったり、委託事業に係る費用の全部又は一部を参加者

等から徴収するなどしているにもかかわらず、これを考慮することなく委託事業に係る費

用を過大に計上したり、謝金、旅費、郵券購入代等を過大に支払ったりするなどして、計

170,177,450円を委託事業の目的外の用途に使用するなどしていた。

上記の事態について、態様別に事例を示すと次のとおりである（労働局数については重

複しているものがある。）。

ア 委託費から不正な支払を行い、これを別途に経理するなどしていたもの

10労働局 29,189,623円

＜事例 1＞

A労働局は、平成 14年度から 18年度までの間に、団体 Bに対して、地域求職活

動援助事業の実施を委託している。

そして、団体 Bは、委託事業で使用するパンフレットの印刷費、委託事業の広告

掲載料等として計 11,136,920円を委託費から印刷会社等に支払ったとしていた。

しかし、実際には、団体 Bは、計 11,136,920円を印刷会社等に支払っておらず、

印刷会社等から入手した領収書を不正に使用して、取引が行われたかのように偽装す

るなどして委託費から不正に支払い、これを別途に経理していた。

また、団体 Bは、虚偽の内容の関係書類を作成して、嘱託職員を雇用した事実が

ないのにこれを雇用したこととして委託費から謝金等計 271,130円を不正に支払い、

これを別途に経理していた。

そして、団体 Bは、これらの不正な支払によりね
�

ん
�

出した別途経理資金及びこれ

に係る預金利息計 11,408,241円を、委託契約上認められていない職員手当、懇親会費

等に使用していた。

＜事例 2＞

C労働局は、平成 14年度から 18年度までの間に、団体 Dに対して、地域求職活

動援助事業の実施を委託している。

そして、団体 Dは、15、16、18各年度に、委託事業で開設するホームページの構

築業務委託代金等として計 21,241,500円を委託費から業者 Eに支払っていた。

しかし、実際には、ホームページの構築業務委託代金等を業者 Eに水増し請求さ

せて、この請求に基づき委託費から水増し額計 1,774,500円を不正に支払い、さら

に、この水増し額を業者 Eから別の業者 Fに支払わせて、業者 Fから水増し額に相

当するパソコン等を団体 Dに納入させて委託事業外に使用していた。

また、団体 Dは、14、15両年度に、プリンタトナー代を業者 Fに架空請求させ
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て、この架空請求に基づき委託費から計 2,963,100円を不正に支払い、業者 Fから架

空請求に基づく支払額に相当するパソコン等を団体 Dに納入させて委託事業外に使

用していた。

イ 委託費から委託事業の対象外の経費を支払っていたもの

21労働局 63,747,546円

＜事例 3＞

G労働局は、平成 14年度から 17年度までの間に、団体 Hに対して、快適職場形

成促進事業及びパートタイム労働者の労働災害防止事業の実施を委託している。

そして、団体 Hは、快適職場形成促進事業において、年間を通して委託事業の業

務に専念して従事することを前提として常勤アドバイザーを置いており、その人件費

として計 18,165,827円を委託費から支払っていた。

しかし、このアドバイザーは、委託事業以外の業務にも従事しており、上記の人件

費には、当該委託事業以外の業務に係る人件費計 8,187,983円が含まれていた。

また、団体 Hは、両委託事業において、委託事業の対象外の経費である団体本務

の印刷費や技能講習のための経費等を委託費から支払っていたために、計 3,941,128

円が過大となっていた。

ウ 委託事業に係る費用の全部又は一部を参加者等から徴収するなどしているにもかかわ

らず、これを考慮することなく委託事業に係る費用を過大に計上していたもの

6労働局 28,756,299円

＜事例 4＞

I労働局は、平成 14年度から 18年度までの間に、団体 Jに対して、地域求職活動

援助事業、若年者地域連携事業等の実施を委託している。

そして、団体 Jは、委託事業で企業説明会、研修会及びセミナー（以下、これらを

合わせて「企業説明会等」という。）を開催して、企業説明会等の開催に要した経費とし

て計 7,706,458円を委託費から支払っていた。

しかし、団体 Jは、企業説明会等の参加者等から参加料等を徴収していたことか

ら、これを考慮して企業説明会等の開催に要した経費を算出すると計 531,638円とな

り、上記の 7,706,458円との差額計 7,174,820円については費用を過大に計上している

と認められた。

エ 委託費から謝金、旅費、郵券購入代等を過大に支払うなどしていたもの

21労働局 48,483,982円

＜事例 5＞

K労働局は、平成 14年度から 17年度までの間に、団体 Lに対して、地域求職活

動援助事業の実施を委託している。

そして、団体 Lは、14、15、17各年度に、委託事業で使用する郵券の購入費とし

て計 2,006,000円を委託費から支払っていた。

しかし、実際には、14年度以降に 148,900円分の郵券しか使用しておらず、購入費

との差額 1,857,100円が過大となっており、会計実地検査実施時（20年 4月）において

同額分の郵券を保有していた。

したがって、次表のとおり、23労働局において、88団体が 14年度から 18年度まで

の間に実施した委託事業に係る適正な委託費の額は計 3,734,188,805円となり、前記の

委託費の支払額計 3,904,366,255円との差額計 170,177,450円が過大に支払われており、

委託費の経理が適正を欠いていて、不当と認められる。
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表 地域求職活動援助事業等 15事業における過大な支払額 （単位：円）

労働局
名

委託先
数 委託事業名 年度 委託費の支

払額
適正な委託
費の額

過大な支払
額 摘 要

（62）岩 手 5団体 65歳雇用導入
プロジェクト等

平成
14～18 229,372,701 221,299,721 8,072,980 イ、エ

（63）宮 城 4団体 地域林業雇用改
善促進事業等

14～18 143,644,008 141,889,706 1,754,302 ア、イ、
エ

（64）秋 田 4団体 地域求職活動援
助事業等

14～18 182,442,622 179,267,363 3,175,259 ア、イ、
エ

（65）福 島 5団体 地域求職活動援
助事業等

14～18 492,238,940 479,194,710 13,044,230 ア、イ、
ウ、エ

（66）栃 木 4団体 地域求職活動援
助事業等

14～18 294,672,643 279,130,783 15,541,860 ア、イ、
エ

（67）埼 玉 3団体 快適職場形成促
進事業等

14～18 87,606,606 83,271,933 4,334,673 イ、エ

（68）神奈川 3団体 65歳雇用導入
プロジェクト等

15～18 74,160,124 62,029,215 12,130,909 ア、イ、
エ

（69）新 潟 5団体 快適職場形成促
進事業等

14～18 310,992,416 303,529,747 7,462,669 イ、ウ、
エ

（70）石 川 2団体 地域求職活動援
助事業

14～17 147,266,912 142,490,557 4,776,355 イ、エ

（71）福 井 7団体 地域求職活動援
助事業等

14～18 223,856,524 211,872,846 11,983,678 ア、イ、
ウ、エ

（72）長 野 7団体 快適職場形成促
進事業等

14～18 170,081,124 149,240,842 20,840,282 ア、イ、
エ

（73）岐 阜 1団体 快適職場形成促
進事業等

14～16 30,595,000 26,808,594 3,786,406 イ

（74）愛 知 1団体 65歳雇用導入
プロジェクト

17、18 14,247,449 12,604,821 1,642,628 イ

（75）三 重 9団体 地域求職活動援
助事業等

14～18 514,012,281 490,410,912 23,601,369 イ、ウ、
エ

（76）滋 賀 5団体 快適職場形成促
進事業等

14～18 154,584,998 147,909,758 6,675,240 イ、エ

（77）和歌山 5団体 若年者地域連携
事業等

14～18 355,695,516 348,184,014 7,511,502 イ、ウ、
エ

（78）鳥 取 2団体
地域高齢者能力
活用職域開発支
援事業等

14、15
18 100,820,136 98,345,643 2,474,493 ア、イ、

エ

（79）島 根 4団体
ジュニア・イン
ターンシップ推
進事業等

14～18 89,426,022 86,668,516 2,757,506 イ、エ

（80）広 島 4団体 快適職場形成促
進事業等

14～18 122,627,619 119,004,860 3,622,759 イ、エ

（81）徳 島 1団体
パートタイム労
働者の労働災害
防止事業等

14～18 18,599,789 18,272,773 327,016 ア、エ

（82）高 知 1団体 65歳雇用導入
プロジェクト

16～18 18,950,596 18,028,396 922,200 エ

（83）佐 賀 4団体 地域産業保健セ
ンター事業等

14～18 89,704,358 79,168,478 10,535,880 ア、イ、
ウ、エ

（84）鹿児島 2団体 65歳雇用導入
プロジェクト等

15～18 38,767,871 35,564,617 3,203,254 イ、エ

23局 88団体 計 3,904,366,255 3,734,188,805 170,177,450

（注） 摘要欄のア～エは、検査の結果の態様に対応する。
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このような事態が生じていたのは、受託者において、委託事業の適正な執行及び委託

費の適正な会計経理に関する認識が欠けていたこと、また、労働局において、精算報告

書の内容の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

上記の事態については、労働局は、従来委託先に対して、委託費の適正な会計処理を

行うよう事務指導を行ってきたところであるが、さらに、労働局において、経理指導を

徹底するとともに、委託費の精算に当たっては、委託先から提出された精算報告書に係

る審査の徹底を図るなど再発防止に努める必要があると認められる。

（注 2） 23労働局 岩手、宮城、秋田、福島、栃木、埼玉、神奈川、新潟、石川、福井、長

野、岐阜、愛知、三重、滋賀、和歌山、鳥取、島根、広島、徳島、高知、佐賀、鹿

児島各労働局

（注 3） 88団体 財団法人岩手労働基準協会、釜石商工会議所、花巻商工会議所、岩手県中小

企業団体中央会、財団法人ふるさといわて定住財団、財団法人みやぎ林業活性化基

金、宮城県地域労使就職支援機構、社団法人宮城県高齢・障害者雇用支援協会、社

団法人宮城県塩釜医師会、社団法人秋田県労働基準協会、財団法人秋田県ふるさと

定住機構、秋田県中小企業団体中央会、社団法人秋田市医師会、郡山商工会議所、

福島県中小企業団体中央会、社団法人福島市医師会、相馬商工会議所、社団法人福

島県雇用開発協会、社団法人栃木県経営者協会、鹿沼機械金属工業協同組合、社団

法人栃木県労働基準協会連合会、宇都宮商工会議所、社団法人埼玉労働基準協会連

合会、社団法人大宮医師会、社団法人埼玉県雇用開発協会、協同組合高津工友会、

社団法人神奈川労務安全衛生協会、財団法人神奈川県雇用開発協会、社団法人新潟

県労働基準協会連合会、財団法人新潟県雇用環境整備財団、社団法人新潟市医師

会、加茂商工会議所、新津商工会議所、財団法人石川県産業創出支援機構、石川県

商工会議所連合会、福井商工会議所、福井県経営者協会、社団法人福井県労働基準

協会、武生商工会議所、財団法人福井県林業従事者確保育成基金、社団法人福井市

医師会、福井県商工会連合会、社団法人長野県労働基準協会連合会、特定非営利活

動法人長野県 NPOセンター、長野商工会議所、財団法人長野県林業労働財団、社

団法人長野県経営者協会、松本商工会議所、長野県中小企業団体中央会、社団法人

岐阜県労働基準協会連合会、刈谷商工会議所、四日市商工会議所、津商工会議所、

上野商工会議所、社団法人津地区医師会、社団法人三重労働基準協会連合会、三重

県中小企業団体中央会、財団法人三重県農林水産支援センター、財団法人三重県労

働福祉協会、鈴鹿商工会議所、社団法人滋賀労働基準協会、社団法人滋賀経済産業

協会、草津商工会議所、社団法人大津市医師会、滋賀県中小企業団体中央会、和歌

山県経営者協会、社団法人和歌山県労働基準協会、海南商工会議所、社団法人和歌

山市医師会、社団法人わかやま森林と緑の公社、社団法人鳥取県経営者協会、財団

法人ふるさと鳥取県定住機構、社団法人島根県経営者協会、社団法人島根県林業公

社、社団法人松江市医師会、島根県中小企業団体中央会、社団法人広島県労働基準

協会、社団法人広島市医師会、呉商工会議所、広島県中小企業団体中央会、社団法

人徳島県労働基準協会連合会、高知県中小企業団体中央会、社団法人佐賀市医師

会、佐賀県経営者協会、佐賀商工会議所、社団法人佐賀県労働基準協会、出水商工

会議所及び鹿児島県中小企業団体中央会
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（85） 生涯職業能力開発事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託事業とは関係のない他

法人が負担すべき経費を含めて委託費から支払う経費を算出するなどしていたため、

委託費の支払額が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）厚生労働本省

労働保険特別会計（雇用勘定） （項）雇用安定等事業費

部 局 等 厚生労働本省

契 約 名 生涯職業能力開発事業等 9事業に係る委託（平成 14年度～18年度）

契 約 の 概 要 実際に仕事をする上で必要な能力の習得に資するビジネス・キャリア

試験、技能が尊重される社会の形成を推進する青年技能者技能競技大

会等の事業の実施

契約の相手方 中央職業能力開発協会、島根県職業能力開発協会及び広島県職業能力

開発協会

契 約 平成 14年 4月ほか 随意契約

支 払 額 12,061,651,410円（平成 14年度～18年度）

過大になってい
る支払額

25,455,705円（平成 14年度～18年度）

1 委託事業の概要

� 委託事業の概要

厚生労働本省（以下「本省」という。）は、職業に必要な労働者の能力を開発して、向上さ

せることを促進することにより、職業の安定と労働者の地位の向上を図ることなどを目的

として、中央職業能力開発協会（以下「中央協会」という。）及び都道府県職業能力開発協会

（以下「都道府県協会」という。）に対して、生涯職業能力開発事業等 9事業
（注 1）
（以下、これらの

9事業を合わせて「生涯職業能力開発事業等」という。）の実施を委託している。

生涯職業能力開発事業等は、実際に仕事をする上で必要な能力の習得に資するビジネ

ス・キャリア試験、技能が尊重される社会の形成を推進する青年技能者技能競技大会等の

事業を実施するものである。

� 委託費の交付、精算等の手続

生涯職業能力開発事業等に係る委託費の交付、精算等の手続は、本省が定めた「生涯職

業能力開発事業（中央職業能力開発協会分）の委託について」（平成 18年 3月能発第 0331015号

厚生労働省職業能力開発局長通知）等によると、おおむね次のとおりとなっている。

� 本省は、事業の実施に当たり、中央協会又は都道府県協会から委託事業実施計画書の

提出を受けて、その内容が適当と認めるときは、中央協会又は都道府県協会との間で委

託契約を締結する。そして、当該委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。

� 中央協会又は都道府県協会は、事業が終了したときは、事業の成果を記載した委託事

業実施結果報告書・委託事業費精算報告書（以下「精算報告書」という。）を本省に提出す

る。

� 本省は、中央協会又は都道府県協会から提出された精算報告書の内容を審査して、適

当と認めるときは委託費の額を確定して精算する。
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そして、生涯職業能力開発事業等に係る委託費の対象経費は、事業の実施に必要な人件

費、謝金、旅費、庁費等の経費となっている。

� 中央協会が都道府県協会に再委託していた生涯職業能力開発事業等

中央協会は、生涯職業能力開発事業等のうち各都道府県内で実施される企業内キャリア

形成支援推進事業等 4事業
（注 2）
（以下、これらの 4事業を合わせて「企業内キャリア形成支援推

進事業等」という。）の一部について、平成 14、15両年度に（企業内キャリア形成支援推進

事業等のうち外国人基礎技能研修生受入事業等は 16年度まで）、各都道府県協会に対して

再委託していた。そして、外国人基礎技能研修生受入事業等を除く企業内キャリア形成支

援推進事業等は、16年度以降、本省から都道府県協会への直接の委託契約に変更されて

いる。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本省、中央協会及び 8都道府県協会
（注 3）

において会計実地検査を行い、14年度か

ら 18年度までの間に、中央協会及び 8都道府県協会に支払われた委託費を対象として、

合規性等の観点から、委託費が事業の目的に沿って適正に支払われているかに着眼して、

精算報告書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合に

は、更に本省、中央協会及び 8都道府県協会に調査及び報告を求めて、その報告内容を確

認するなどの方法により検査を行った。

また、中央協会は、14年度から 16年度までの間に、企業内キャリア形成支援推進事業

等の一部を 8都道府県協会に再委託していたことから、これらの再委託した事業の実施に

要した支払額についても同様に検査した。

� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

本省は、中央協会、島根県職業能力開発協会（以下「島根県協会」という。）及び広島県職

業能力開発協会（以下「広島県協会」という。）が 14年度から 18年度までの間に実施した生

涯職業能力開発事業等について、中央協会、島根県協会及び広島県協会から提出された精

算報告書に基づき、委託費の支払額を計 12,061,651,410円と確定して精算していた。

しかし、中央協会、島根県協会及び広島県協会において、次のとおり、委託費が過大に

支払われていた。

ア 中央協会は、14年度から 18年度までの各年度に、事務所の一部を生涯職業能力開発

事業等とは関係のない社団法人 A及び有限会社 Bの 2法人にそれぞれ事務所として使

用させていたにもかかわらず、これらの 2法人が負担すべき事務所借料、共益費、清掃

料、電気料金及び電話料金（以下、これらの経費を「事務所借料等」という。）の一部を含

めて委託費から支払う事務所借料等を算出していた。このため、委託費計 20,867,603円

が過大に支払われていた。

イ 中央協会から企業内キャリア形成支援推進事業等の一部を再委託されていた 8都道府

県協会が、懇親会に係る飲食費等を支払ったり、旅費を不正に支払ってこれを別途に経

理したりなどしていたにもかかわらず、中央協会は、14年度から 16年度までの各年度
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に、これらの経費を含めて再委託による事業の実施に要した経費としていた。このた

め、委託費計 3,828,000円が過大に支払われていた。

ウ 島根県協会及び広島県協会は、16年度から 18年度までの間に、生涯職業能力開発事

業等に関連して実施した研修会の参加者受講料を収入として得ているにもかかわらず、

これを考慮することなく委託費から支払う経費を算出するなどしていた。このため、委

託費計 760,102円が過大に支払われていた。

したがって、次表のとおり、中央協会、島根県協会及び広島県協会が 14年度から 18年

度までの間に実施した生涯職業能力開発事業等に係る適正な委託費の額は計

12,036,195,705円となり、前記の委託費の支払額計 12,061,651,410円との差額計 25,455,705

円が過大に支払われており、委託費の経理が適正を欠いていて、不当と認められる。

表 生涯職業能力開発事業等における過大な支払額 （単位：円）

年度 委託費の支払額 適正な委託費の額 過 大 な 支 払 額

平成
14 3,769,016,805 3,762,076,784 6,940,021

15 3,418,893,067 3,412,127,938 6,765,129

16 1,751,732,655 1,747,102,131 4,630,524

17 1,621,741,131 1,617,820,661 3,920,470

18 1,500,267,752 1,497,068,191 3,199,561

計 12,061,651,410 12,036,195,705 25,455,705

このような事態が生じていたのは、中央協会、島根県協会及び広島県協会において、委

託費の適正な会計経理に対する認識が欠けていたこと、また、中央協会において、再委託

先である 8都道府県協会から提出された精算報告書の審査が十分でなかったこと、さら

に、本省において、中央協会、島根県協会及び広島県協会から提出された精算報告書の審

査が十分でなかったことなどによると認められる。

上記の事態については、本省において、委託先に対する経理指導を徹底するとともに、

委託費の精算に当たっては、委託先から提出された精算報告書に係る審査の徹底を図るな

ど再発防止に努める必要があると認められる。

（注 1） 生涯職業能力開発事業等 9事業 生涯職業能力開発事業、企業内キャリア形成支援推

進事業、生涯教育開発業務、高度熟練技能基盤強化支援事業、技能啓発等推進事

業、教育訓練講座受講環境整備事業、幅広い職種を対象とした包括的な職業能力評

価制度の整備事業、外国人基礎技能研修生受入事業等及び技能評価システム移転促

進事業

（注 2） 企業内キャリア形成支援推進事業等 4事業 企業内キャリア形成支援推進事業、生涯

教育開発業務、高度熟練技能基盤強化支援事業及び外国人基礎技能研修生受入事業

等

（注 3） 8都道府県協会 岩手、宮城、栃木、新潟、石川、福井、島根、広島各県職業能力開

発協会
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（86） 緊急サポートネットワーク事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事して

いなかった期間に係る職員の賃金を委託費から支払うなどしていたため、委託費の支

払額が過大となっているもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定）（項）雇用安定等事業費

部 局 等 厚生労働本省

契 約 名 緊急サポートネットワーク事業委託（平成 17、18両年度）

契 約 の 概 要 育児に係る臨時的、突発的、専門的な支援を要望している労働者に対

する看護師等のあっせん事業等の実施

契約の相手方 5団体

契 約 平成 17年 9月ほか 随意契約

支 払 額 102,943,809円（平成 17、18両年度）

過大になってい
る支払額

8,159,662円（平成 17、18両年度）

1 委託事業の概要

� 委託事業の概要

厚生労働本省（以下「本省」という。）は、育児等をしながら働く労働者を支援することに

より、労働者の失業予防、雇用の安定を図ることを目的として、平成 17年度から、公益

法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人の団体に対して、緊急サポートネットワーク事

業（以下「委託事業」という。）の実施を委託している。

この委託事業は、育児に係る臨時的、突発的、専門的な支援を要望している労働者に対

する看護師、保育士、介護福祉士等のあっせんなどを実施するものである。

そして、17、18両年度に計 39団体に対して、本件委託事業の実施を委託している。

� 委託費の交付、精算等の手続

委託事業に係る委託費の交付、精算等の手続は、本省が定めた「緊急サポートネット

ワーク事業委託要綱」（平成 17年 8月雇児発第 0810002号雇用均等・児童家庭局長通知）等によ

ると、おおむね次のとおりとなっている。

� 本省は、委託事業の実施に当たり、受託者から委託事業実施計画書の提出を受けて、

その内容が適当と認めるときは、当該受託者との間で委託契約を締結する。そして、当

該委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。

� 受託者は、委託事業に係る経理について、その内容を明らかにするために、他の経理

と区分して会計帳簿その他の証拠書類等を備え付ける。そして、委託事業が終了したと

きは、委託事業費精算報告書（以下「精算報告書」という。）を本省に提出する。

� 本省は、受託者から提出された精算報告書の内容を審査して、適当と認めるときは委

託費の額を確定して精算する。

そして、委託事業に係る委託費の対象経費は、人件費、旅費、物品購入費、事務所借料

等委託事業に要した額となっている。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本省及び 10団体において会計実地検査を行い、17、18両年度に 10団体に支

払われた委託費を対象として、合規性等の観点から、委託費が事業の目的に沿って適正に

使用されているかに着眼して、精算報告書等の書類により検査した。そして、適正でない

と思われる事態があった場合には、更に本省等に調査及び報告を求めて、その報告内容を

確認するなどの方法により検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

本省は、 5団体
（注）

が 17、18両年度に実施した委託事業について、 5団体から提出された

精算報告書に基づき、委託費の支払額を計 102,943,809円と確定して精算していた。

しかし、 5団体において、委託事業に従事していなかった期間に係る職員の賃金を委託

費から支払っていたり、領収書等による支払の事実の裏付けがなく委託事業に要したとは

認められない経費を精算報告書に計上したりなどしていたものが計 8,159,662円あった。

したがって、 5団体が 17、18両年度に実施した委託事業に係る適正な委託費の額は計

94,784,147円となり、前記の委託費の支払額計 102,943,809円との差額計 8,159,662円が過

大に支払われており、委託費の経理が適正を欠いていて、不当と認められる。

上記について、一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

本省は、平成 17、18両年度において、団体 Aから提出された精算報告書に基づき、

委託費の支払額を計 56,312,203円と確定して精算していた。

しかし、団体 Aは、17年度に、職員 6名が他の事業に従事していて委託事業に従事

していなかった 2か月間に係る賃金等計 1,745,699円を委託費から支払っていた。ま

た、17、18両年度に、領収書等による支払の事実の裏付けがなく本件委託事業に要し

たと認められない経費等計 2,831,667円を精算報告書に計上していた。

したがって、委託事業に係る適正な委託費の額は計 51,734,837円となり、前記の委託

費の支払額計 56,312,203円との差額計 4,577,366円が過大に支払われていた。

このような事態が生じていたのは、 5団体において、委託事業の適正な執行及び委託費

の適正な会計経理に関する認識が欠けていたこと、また、本省において、精算報告書の内

容の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

上記の事態については、本省において、委託先に対する経理指導を徹底するとともに、

委託費の精算に当たっては、委託先から提出された精算報告書に係る審査の徹底を図るな

ど再発防止に努める必要があると認められる。

（注） 5団体 特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド、財団法人神奈川県児童医

療福祉財団（平成 20年 3月 31日に解散）、社会福祉法人長野県社会福祉協議会、財

団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク、社団法人愛媛県労働者福祉協議会
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（87） ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約において、仕様書の記載、委

託業者への指示等が適切でなかったため、再度、ねんきん特別便の作成及び発送が必

要となり不経済となっているもの

会計名及び科目 年金特別会計（業務勘定）（項）業務取扱費

部 局 等 社会保険庁

ねんきん特別便
の作成及び発送
準備業務に係る
委託契約の概要

社会保険庁が貸与する磁気テープに基づき「ねんきん特別便年金記録

のお知らせ」等を作成するためのデータ編集から郵便物として差し出

すまでの一連の作業を行うもの

契 約 名 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務（追加分）

契約の相手方 共同印刷株式会社

契 約 平成 20年 2月 随意契約

誤ったねんきん
特別便の発送件
数

19,827件（平成 19年度）

正確なねんきん
特別便の再発送
に要した額

3,431,226円（平成 19年度）

不経済となって
いる支払額

3,431,226円（平成 19年度）

1 検査の背景

社会保険庁における国民年金、厚生年金保険等の年金受給者等の氏名、生年月日、性別、

被保険者期間、保険料の納付等に関する記録（以下「年金記録」という。）の管理体制等につい

て、平成 18年以降の国会審議等において、�社会保険オンラインシステムの年金記録には
基礎年金番号に統合されていない又は統合できないものが約 5095万件あること、�マイク
ロフィルムで管理されている年金記録約 1466万件が社会保険オンラインシステムに収録さ

れていないこと、�社会保険オンラインシステムの年金記録にはその内容が正確に入力され
ていないものがあることなどが取り上げられて、大きな社会問題となった。

この年金記録問題に対して、社会保険庁は、19年 6月に「年金記録問題への新対応策の進

め方」等を公表して、「ねんきんあんしんダイヤル」、「ねんきん特別便専用ダイヤル」を設置

して年金記録に関する相談体制を強化したり、「ねんきん特別便」により年金受給者等に国民

年金、厚生年金保険等の加入履歴等を通知したりするなどしている。

本院は、年金記録問題が国民の大きな関心事となっている現状を踏まえて、個々の年金記

録は年金給付を適正に行う上で基本的かつ重要なものであること及び年金制度に対する国民

の信頼を確保するためには年金記録が適切に管理されるような体制の構築が不可欠であるこ

とから、年金記録の管理体制等について検査を実施しており、20年 4月に年金記録検査室

を設置している。

また、本院は、同年 6月 9日に参議院から国会法（昭和 22年法律第 79号）第 105条の規定に

基づき、�年金記録問題発生の経緯、現状等、�年金記録問題への対応に係る契約の内容、
予定価格の算定、履行及びその確認等の状況、�年金記録問題の再発防止に向けた体制整備
の状況の各事項について、会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けたこ
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とから、この検査要請事項について、検査を引き続き実施して、21年次に報告することと

している。

今回、年金記録問題に関して社会保険庁等を検査している中で、本件及び「職員の不正行

為による損害が生じたもの」（後掲 335ページ参照）の事態が見受けられたことから、これら

を不当事項として掲記するものである。

2 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約の概要等

� 年金記録の名寄せ、ねんきん特別便の発送等

社会保険庁は、19年 8月に厚生労働省が公表した「年金記録適正化実施工程表」等に基

づき、前記約 5095万件の年金記録を基礎年金番号に統合することを目的として、同年 11

月から 20年 3月までの間に、社会保険オンラインシステム上のすべての年金記録の名寄

せ、基礎年金番号に年金記録が結び付くと思われる者に対するねんきん特別便の発送等を

行っている。

このうち、年金記録の名寄せは、社会保険オンラインシステム上の年金記録の中から、

氏名、生年月日等が共通するなどしていて同一人の年金記録ではないかと思料されるもの

を抽出する業務である。そして、社会保険業務センターは、基礎年金番号に結び付く年金

記録を有すると思われる約 1030万人に対して、加入履歴等を記載するなどしたねんきん

特別便を発送している。

ねんきん特別便の発送については、社会保険庁は「ねんきん特別便年金記録のお知らせ」

及び「年金加入記録照会票及び確認はがき」の帳票印刷から、分離裁断、紙折、封入・封か

ん、郵便番号区分業務及び納品、郵便局差出処理までの一連の作業を「ねんきん特別便の

作成及び発送準備業務」として民間業者に委託することとしている。そして、この作業の

ために社会保険庁は、年金受給者等の加入履歴等を記録した磁気テープを編集及び作成し

て、委託の相手方である民間業者（以下「委託業者」という。）に貸与している。

� ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約

社会保険庁は、年金受給者に対するねんきん特別便の発送のために、19年 11月から 20

年 3月までの間に、共同印刷株式会社等 2会社と「ねんきん特別便の作成及び発送準備業

務（追加分）」等 7契約を締結して、同年 2月から 4月までの間に 328,873,338円を支払って

いる。

3 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

社会保険庁が 20年 2月に共同印刷株式会社と締結した委託契約（実施件数 558,636件、

支払額 44,579,152円。以下「当初委託契約」という。）により、同年 3月 19日に発送したね

んきん特別便のうち遺族年金受給者に係る 19,827件には、「加入記録」欄に本人の遺族年

金の基となっている亡くなった者の加入記録に加えて別人の遺族年金の基となっている記

録が印字されていたり、加入履歴等が別人の「加入記録」欄等に印字されてしまったために

「加入記録」欄等には何も印字されなかったりしていて、正確な加入履歴等が示されていな

かった。そして、社会保険庁は、この 19,827件のねんきん特別便を再度作成して発送す

るために、同月 24日に改めて上記の委託業者と委託契約（実施件数 19,827件、支払額

1,582,194円）を締結して、発送等に要した郵便料金等 1,849,032円と合わせて計 3,431,226

円を支出していた。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 243 ―



そこで、本院は、合規性等の観点から、委託契約に係る仕様書等の内容、委託業者に対

する指示等は適切に行われていたかなどに着眼して、社会保険庁及び社会保険業務セン

ターにおいて、契約書、仕様書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、上記 19,827件のねんきん特別便に正確な加入履歴等が示されていな

かったのは、次のような事情によると認められた。

すなわち、当初委託契約の仕様書によると、社会保険庁が委託業者に貸与する磁気テー

プには、個人ごとの加入履歴等のデータに識別番号が連番で重複することなく付与されて

記録されているとされていた。

そして、20年 3月 19日より前に発送されたねんきん特別便については、委託業者に貸

与された磁気テープは複数となっていたが、各加入履歴等のデータに付与された識別番号

は複数の磁気テープを通じて連番で付与されており、重複していなかった。

一方、 3月 19日発送分として委託業者に貸与された磁気テープは、遺族年金の受給者

に対して死亡した被保険者の加入履歴等を通知するためのもので、被保険者の基礎年金番

号の有無等を基準に複数巻の磁気テープに分けて作成されていたが、各加入履歴等のデー

タに付与された識別番号は磁気テープごとに付与されており、同一の識別番号を付与され

た加入履歴等のデータが複数の磁気テープに重複して存在していた。そして、委託業者は

上記複数の磁気テープの識別番号が重複しているのを知らなかったため、仕様書どおり識

別番号の重複はないものとして処理した。その結果、加入履歴等のデータをねんきん特別

便に印字するに当たり、同一の識別番号が付された複数の加入履歴等のデータが併せて印

字されたり、別の受給者あてのねんきん特別便に加入履歴等のデータが印字されたことに

より、加入履歴等のデータが印字されなかったりすることとなった。

しかし、委託業者に貸与する複数の磁気テープに記録された加入履歴等のデータに識別

番号の重複しているものがあったということは、識別番号が重複することなく付与されて

いるとする当初委託契約の仕様書は適切でなかったと認められる。また、識別番号の重複

が生じているのであれば、委託業者にその旨を伝えるとともに、処理方法を指示すべきで

あったと認められる。

このような事態が生じていたのは、基礎年金番号に結び付く年金記録を有すると思われ

る年金受給者等に対して、同年 3月までにねんきん特別便を発送する必要があったことな

どにもよるが、社会保険庁において、仕様書の記載が十分でなかったこと、磁気テープを

貸与する際の委託業者に対する指示等についての配慮が十分でなかったことなどによると

認められる。

したがって、社会保険庁が仕様書を適切に作成したり、委託業者に対する指示等を適切

に行ったりしていれば、ねんきん特別便を再度作成して発送する必要はなかったもので、

当初委託契約に基づいて発送したねんきん特別便のうち 19,827件は契約の目的を達成し

ていないと認められる。そして、前記の再発送に要した額計 3,431,226円は支出の必要が

なかったものであり、不当と認められる。
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役務・補助金

（88） 小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等の実施に当たり、領収書等による支払の

事実の裏付けがない経費を含めるなどしていたため、委託費の支払額及び補助金の交

付額が過大となっているもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（労災勘定）（項）労働福祉事業費

部 局 等 厚生労働本省

〈役 務〉

契 約 名 小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等 3事業に係る委託（平成

14年度～18年度）

契 約 の 概 要 小規模事業場の労働安全衛生水準の向上のための事業等の実施

契約の相手方 中央労働災害防止協会

契 約 平成 14年 4月ほか 随意契約

支 払 額 6,307,301,006円（平成 14年度～18年度）

過大になってい
る支払額

3,613,121円（平成 14年度～18年度）

〈補 助 金〉

補 助 の 根 拠 労働災害防止団体法（昭和 39年法律第 118号）

補 助 事 業 者 中央労働災害防止協会

補 助 事 業 労働災害防止対策事業

補助事業の概要 安全衛生管理活動等の実施

上記に対する国
庫補助金交付額

7,179,636,412円（平成 14年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

563,534円（平成 14年度～18年度）

過大になってい
る委託費の支払
額及び不当と認
める国庫補助金
交付額

4,176,655円（平成 14年度～18年度）

1 委託事業等の概要

� 委託事業の概要

厚生労働本省（以下「本省」という。）は、小規模事業場の労働安全衛生水準の向上、労働

者の自殺予防に必要な相談体制の整備、知識の普及・啓発、化学物質が原因となる職業性

疾病の防止に資することなどを目的として、中央労働災害防止協会（以下「協会」という。）

に対して、小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業、メンタルヘルス対策の推進事業及

び化学物質による労働災害防止対策事業（以下、これらを合わせて「委託事業」という。）の

実施を委託している。

� 委託費の交付、精算等の手続

委託事業に係る委託費の交付、精算等の手続は、「小規模事業場等団体安全衛生活動援
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助事業委託要綱」（平成 11年 4月基発第 221号）等によると、おおむね次のとおりとなってい

る。

� 本省は、委託事業の実施に当たり、協会から委託事業実施計画書の提出を受けて、そ

の内容が適当と認めるときは、協会との間で委託契約を締結する。そして、当該委託契

約に基づき、概算払により委託費を交付する。

� 協会は、委託事業に係る経理について、その内容を明らかにするため、他の経理と区

分して会計帳簿その他の証拠書類等を備え付ける。

� 協会は、各都道府県で委託事業を実施する場合、委託費の一部を各支部に交付する。

そして、委託事業が終了したときは、各支部から本部へ経費精算報告書（以下「支部精算

報告書」という。）を提出させて、これを基に委託事業費精算報告書（以下「精算報告書」と

いう。）を作成して、本省に提出する。

� 本省は、協会から提出された精算報告書の内容を審査して、適当と認めるときは委託

費の額を確定して精算する。

そして、本省は、協会が平成 14年度から 18年度までの間に実施した委託事業につい

て、協会から提出された精算報告書に基づき、委託費の支払額を 6,307,301,006円と確定

して精算している。

� 補助事業の概要等

本省は、上記の委託事業のほか、労働者の安全と健康の増進を図るため、労働災害の防

止を目的として組織された団体に対して、労働災害防止対策費補助金（以下「補助金」とい

う。）を「労働災害防止対策費補助金交付要綱」（平成 5年 4月労働省発基第 40号）等に基づき、

前記委託費の交付、精算等とほぼ同様の手続により額を確定するなどして交付している。

そして、本省は、協会に対して、14年度から 18年度までの間に安全衛生管理活動等の

事業に係る経費を対象として計 7,179,636,412円の補助金を交付している。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本省及び協会において会計実地検査を行い、14年度から 18年度までの間に協

会に支払われた委託費及び交付された補助金（以下、これらを「委託費等」という。）を対象

として、合規性等の観点から、委託費等が事業の目的に沿って適正に使用されているかに

着眼して、精算報告書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態が

あった場合には、更に本省等に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方

法により検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、協会の徳島県支部における委託費等について、次のような事態が見受

けられた。

ア 委託費

消耗品等に係る経費について、領収書等による支払の事実の裏付けがないなど委託事

業に要したと認められない経費を含めていたため、委託費計 1,700,121円が過大に支払

われていた。
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また、郵送料に係る経費について、領収書を検査したところ、職員が領収書の金額を

記入していたことが判明したため、郵券の購入実績及び委託事業に係る郵送実績を確認

した結果、委託費計 1,913,000円が過大に支払われていた。

このため、14年度から 18年度までの間に実施した委託事業に係る適正な委託費の額

は計 6,303,687,885円となり、前記の委託費の支払額計 6,307,301,006円との差額計

3,613,121円が過大に支払われていた。

イ 補助金

補助金計 7,179,636,412円について、委託費と同様に、領収書等による支払の事実の

裏付けがないなど補助対象経費とは認められない経費を含めていたため国庫補助金計

563,534円が過大に交付されていた。

したがって、委託費が過大に支払われていたり、国庫補助金が過大に交付されたりして

おり、委託費及び補助金の経理が適正を欠いていて、上記ア及びイの合計 4,176,655円が

不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、協会の徳島県支部において、委託事業、補助事業の

適正な執行及び委託費等の適正な会計経理に関する認識が欠けていたこと、協会の本部に

おいて、支部精算報告書の内容の審査が十分でなかったこと、さらに、本省において、精

算報告書の内容の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

保 険 給 付（89）―（92）

（89） 雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定）（項）失業等給付費

部 局 等 厚生労働本省（支給庁）

119公共職業安定所（支給決定庁）

支給の相手方 314人

失業等給付金の
支給額の合計

求職者給付 166,933,419円（平成 16年度～20年度）

就職促進給付 16,984,990円（平成 17年度～19年度）

計 183,918,409円

不適正支給額 求職者給付 61,979,152円（平成 17年度～20年度）

就職促進給付 16,984,990円（平成 17年度～19年度）

計 78,964,142円

1 保険給付の概要

� 雇用保険

雇用保険は、常時雇用される労働者等を被保険者として、被保険者が失業した場合及び

被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合などに、その生活及び雇用の

安定を図るなどのために失業等給付金の支給を行うほか、雇用安定事業等を行う保険であ

る。
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� 失業等給付金の種類

失業等給付金には、次の求職者給付及び就職促進給付のほか、教育訓練給付及び雇用継

続給付の 4種がある。

ア 求職者給付には 7種の手当等があり、このうち基本手当は、失業等給付金の支給額の

大半を占めており、失業者の生活の安定を図る上で基本的な役割を担うもので、受給資

格者
（注）

が失業している日について所定給付日数を限度として支給される。

イ 就職促進給付には 5種の手当等があり、このうち再就職手当は、受給資格者が基本手

当を受給できる日数を所定給付日数の 3分の 1以上かつ 45日以上残して安定した職業

に就いた場合に支給される。

（注） 受給資格者 被保険者が、離職し労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に

就くことができない状態にあり、原則として、離職日以前 2年間に被保険者期間が

通算して 12か月以上（平成 19年 9月 30日以前に離職した者については、離職日以

前 1年間に被保険者期間が通算して 6か月以上）あることの要件を満たしていて、

公共職業安定所において基本手当を受給する資格があると決定された者

� 失業等給付金の支給

上記の手当は、公共職業安定所が次のように支給決定を行い、これに基づいて厚生労働

本省が支給することとなっている。

ア 基本手当については、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載されている就

職又は就労（臨時的に短期間仕事に就くこと）の有無等の事実について確認して、失業の

認定を行った上、支給決定を行う。

イ 再就職手当については、受給資格者から提出された再就職手当支給申請書に記載され

ている雇入年月日等について調査確認の上、支給決定を行う。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、全国 47都道府県労働局（以下、都道府県労働局を「労働局」という。）の 461公共

職業安定所（平成 20年 3月末現在）のうち、20労働局管内の 203公共職業安定所に係る会

計実地検査を行い、15年度から 20年度までの間に失業等給付金の支給を受けた者（以

下、失業等給付金の支給を受けた者を「受給者」という。）のうち 10,163人を選定して、合

規性等の観点から、これらの受給者に対する失業等給付金の支給決定が適正に行われてい

るかに着眼して、受給者から提出された失業認定申告書等の書類により検査した。そし

て、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該公共職業安定所に調査及び報

告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 不適正支給の事態

検査の結果、20労働局の 119公共職業安定所管内における 16年度から 20年度までの

間の受給者 314人に対する失業等給付金（支給額 183,918,409円）のうち、17年度から 20

年度までの間の支給に係る 78,964,142円が適正に支給されておらず、不当と認められる。

これを給付の種別に示すと次のとおりである。

ア 求職者給付

118公共職業安定所管内の受給者 307人に対する基本手当（支給額 166,933,419円）の

うち、61,979,152円が適正に支給されていなかった。
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このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職していながらその事

実を失業認定申告書に記載していないなどのため、同申告書の内容が事実と相違するな

どしていたのに、上記の 118公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分で

ないまま支給決定を行っていたことによると認められる。

イ 就職促進給付

55公共職業安定所管内の受給者 74人に対する再就職手当の支給額 16,984,990円全額

が適正に支給されていなかった。

このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職手当支給申請書に事

実と相違した雇入年月日を記載していたのに、上記の 55公共職業安定所において、こ

れに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A公共職業安定所は、受給資格者 Bから、平成 18年 12月から就職することとした

失業認定申告書及び再就職手当支給申請書の提出を受けて、これに基づき、基本手当

512,316円及び再就職手当 163,806円の支給決定を行っていた。

しかし、実際には、受給資格者 Bは同年 11月から就職していたことから、上記の基

本手当の一部 335,445円及び再就職手当 163,806円、計 499,251円が適正に支給されて

いなかった。

なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執ら

れた。

これらの不適正支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労 働 局 名 公共職業安定所 本院の調査に
係る受給者数

不適正受給者
数

左の受給者に支給
した失業等給付金

左のうち不適正
失業等給付金

人 人 千円 千円

秋 田 秋 田
湯 沢
小 計

等 6 443
64

14
1

9,083
303

9,386

2,173
303

2,476

福 島 郡 山

小 計

3
―

3
―

1,092
―

1,092

892
―

892

茨 城 水 戸
土 浦
小 計

等 6
等 2

230
37

12
2

9,661
563

10,225

2,617
563

3,180

埼 玉 川 口
所 沢
小 計

等 7
等 2

186
37

14
2

7,210
563

7,774

5,076
563

5,639

千 葉 千 葉
千 葉
小 計

等 5
等 2

428
98

14
3

7,315
585

7,901

3,780
585

4,366

東 京 上 野
品 川
小 計

等11
等 5

739
226

23
7

14,862
1,596

16,459

5,840
1,596
7,437

神 奈 川 鶴 見
戸 塚
小 計

等 7
等 4

379
162

10
4

5,797
1,085
6,882

3,978
1,085
5,063

新 潟 新 潟
巻
小 計

等 3 148
4

4
1

1,288
67

1,355

589
67

656
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労 働 局 名 公共職業安定所 本院の調査に
係る受給者数

不適正受給者
数

左の受給者に支給
した失業等給付金

左のうち不適正
失業等給付金

人 人 千円 千円

愛 知 名古屋中
名古屋中
小 計

等 9
等 8

448
213

22
12

13,806
2,463

16,270

5,400
2,463
7,863

三 重 四 日 市
四 日 市
小 計

等 7
等 3

356
49

18
3

10,252
477

10,729

2,769
477

3,246

京 都 京都西陣
京都西陣
小 計

等 7
等 6

586
274

29
10

12,766
2,717

15,484

4,645
2,717
7,363

大 阪 大 阪 東
大 阪 東
小 計

等10
等 5

718
143

21
7

10,940
1,372

12,312

2,118
1,372
3,491

兵 庫 神 戸
神 戸
小 計

等 8
等 5

332
99

21
10

8,601
2,694

11,295

3,922
2,694
6,616

鳥 取 鳥 取
鳥 取
小 計

等 3
等 2

223
95

12
2

4,576
430

5,006

892
430

1,322

広 島 福 山
甘 日 市
小 計

等 5 211
24

11
1

5,258
428

5,686

1,664
428

2,092

徳 島 徳 島
徳 島
小 計

等 4
等 2

119
39

7
3

5,792
493

6,285

2,186
493

2,680

愛 媛 松 山

小 計

等 3 92
―

6
―

5,009
―

5,009

2,907
―

2,907

高 知 高 知
高 知
小 計

等 3
等 2

265
76

20
2

11,916
573

12,490

3,101
573

3,675

福 岡 福岡中央
飯 塚
小 計

等 6
等 2

295
43

15
2

7,843
411

8,255

2,704
411

3,116

鹿 児 島 鹿 児 島
加 世 田
小 計

等 7
等 2

496
34

31
2

13,857
156

14,014

4,716
156

4,873

求職者給付
計

118か所 6,697 307 166,933 61,979

就職促進給
付計

55か所 1,717 74 16,984 16,984

合 計 183,918 78,964

注� 上段は求職者給付に係る分、下段は就職促進給付に係る分である。

注� 公共職業安定所数及び不適正受給者数については、各給付間で重複しているものがあり、実数

はそれぞれ119か所、314人である。

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、受給資格者に対する指導を強化するとともに受給資格者から

提出された失業認定申告書等に係る調査確認の強化を図る必要があると認められる。
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（90） 雇用保険の失業等給付金を不正に支給していたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定） （項）失業等給付費

部 局 等 厚生労働本省（平成 12年度から 14年度までの間は香川労働局。11年

度以前は香川県）（支給庁）

高松公共職業安定所（支給決定庁）

支給の相手方 2人

失業等給付金の
支給額の合計

22,944,456円（平成 10年度～19年度）

不正に支給した
失業等給付金の
支給額

22,944,456円（平成 10年度～19年度）

1 保険給付の概要

� 失業等給付金の支給等

厚生労働省は、雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）の規定に基づき失業等給付金の支給

を行っている（前掲 247ページの「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」

参照）。そして、労働者が事業所に就職してから離職して基本手当の支給を受けるまでの

主な手順は、次のとおりとなっている。

� 事業主は、雇用保険の被保険者としての要件を満たす労働者を雇用した場合、公共職

業安定所（以下「安定所」という。）に雇用保険被保険者資格取得届（以下「資格取得届」とい

う。）を提出する。なお、事業主が資格取得届を相当期間提出していなかった場合、安定

所は出勤簿等の関係書類等により雇用の事実を確認の上、資格取得届を受理して当該労

働者に対してさかのぼって雇用保険を適用すること（以下「そ及適用」という。）ができ

る。

� 離職した当該労働者は、求職者として安定所に出頭して、離職票、求職票等を提出す

る。そして、安定所は、被保険者期間等の要件を満たしている場合に、当該求職者を基

本手当の受給資格者と決定するとともに職業相談等を行う。

� 受給資格者は、 4週ごとの失業認定日に安定所に出頭して失業認定申告書を提出す

る。そして、安定所は、失業認定申告書に記載されている就職の有無等の事実について

確認して、当該受給資格者について失業認定を行った上で基本手当の支給決定を行う。

� 厚生労働本省（平成 12年度から 14年度までの間は都道府県労働局。11年度以前は都

道府県）は、�の支給決定に基づいて基本手当を支給する。

� 不正支給事案について香川労働局が実施した調査結果の概要

香川労働局（以下「香川局」という。）は、管内の高松公共職業安定所（以下「高松安定所」と

いう。）が失業認定を行った受給者夫妻（以下、夫を「A」、妻を「B」という。）に対する基本手

当の支給について、19年 10月以降に、関係者に対する聴取、関係書類等による調査を行

い、20年 3月及び 7月にその調査結果を公表している。これによると、A及び Bは事業

所に雇用保険の被保険者として雇用された事実がないにもかかわらず、高松安定所職員に
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虚偽のそ
�

及適用の手続を繰り返し行わせるなどして基本手当を受給する手口で、10年 4

月から 19年 9月までに基本手当計 22,944,456円を不正に受給していたとしている。

2 検査の結果

本院は、香川局から上記の調査状況の報告を受けて直ちに香川局において会計実地検査を

行うとともに、会計検査院法第 27条の規定に基づく厚生労働大臣からの報告を受けて、合

規性等の観点から、香川局の調査結果も踏まえて、基本手当の支給が適正に行われているか

などに着眼して、香川局の関係職員から事実関係を聴取したほか失業認定申告書等の書類に

より検査した。

検査の結果、A及び Bに対する基本手当の支給額 22,944,456円全額が不正に支給されて

いて、不当と認められる。

すなわち、Aは、以前に高松安定所において統括職業指導官であった職員 Cとの職業相

談の過程でそ
�

及適用により被保険者資格を取得して基本手当を受給できることを知ったこと

から、10年 3月に、他の部署に異動していた職員 Cに対して、雇用された事実がない Bに

対してもそ
�

及適用により基本手当の支給が受けられるよう強要した。職員 Cから相談を受

けた高松安定所の幹部は Aの要求を受け入れて、Bが 9年 4月に資格取得したかのよう

に、部下の職員に虚偽の資格取得届等の書類を作成させて、不正にそ
�

及適用した。そして、

4週ごとの失業認定日には、Bが一度も高松安定所に出頭しなかったにもかかわらず、Bが

作成すべき失業認定申告書を高松安定所の職員が作成して、これに基づき高松安定所は失業

認定、支給決定を行っていた。その結果、10年 4月から 11年 4月までの間に基本手当

2,006,520円が Bの金融口座に振り込まれて、不正に支給されていた。

高松安定所は、その後も Aの圧力に屈して不正支給を途中で断ち切ることができず、同

様の手口により事業所に雇用された事実がないのに A及び Bが交互に就職及び離職したこ

ととした 10年度から 19年度までの間に、上記の Bに対するそ
�

及適用を含めて A及び B合

わせて 9回の不正なそ
�

及適用を繰り返し行うなどして基本手当の支給決定を行っていた。

その結果、10年度から 19年度までの間に、A及び Bに対して基本手当計 22,944,456円が

不正に支給されていた。

このような事態が生じていたのは、Aが高松安定所の統括職業指導官に対して不正に基本

手当の支給が受けられるよう強要したことにもよるが、次のことなどによると認められる。

ア 高松安定所の関係職員に法令遵守の意識が欠如していたこと

イ 高松安定所において、外部からの不当な要求への対応策が著しく欠如しており、担当者

が上司に相談しても適切な指導をしなかったり、黙認したりしたため、非違行為が継続す

る職場環境となっていたこと

ウ 香川局において、高松安定所に対する雇用保険に係る事務処理等についての指導監督が

十分でなかったこと

なお、これらの不正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られ

た。
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（91） 雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定）（項）雇用安定等事業費

部 局 等 16労働局

支給の相手方 57事業主

不適正な支給と
なっていた特定
求職者雇用開発
助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

特定就職困難者
雇用開発助成金
の支給額の合計

62,690,102円（平成 18年度～20年度）

不適正支給額 39,651,451円（平成 18年度～20年度）

1 保険給付の概要

� 特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、雇用保険（前掲 247ページの「雇用保険の失業等給付金の

支給が適正でなかったもの」参照）で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、特定求

職者（60歳以上 65歳未満の高年齢者等、就職が特に困難な者（以下「就職困難者」という。）

及び雇用に関する状況が全国的に悪化した場合等に就職支援が必要な者）の雇用機会の増

大を図るために、特定求職者を雇い入れた事業主に対して、当該雇用労働者の賃金の一部

を助成するもので、特定就職困難者雇用開発助成金（以下「就職困難者助成金」という。）及

び緊急就職支援者雇用開発助成金の二つがある。

� 就職困難者助成金の支給

就職困難者助成金の支給要件は、事業主が就職困難者を公共職業安定所等の紹介により

新たに常用労働者として雇い入れたことなどとなっている。そして、支給額は、支給対象

期間（雇入れ後 1年、重度身体障害者等については 1年 6か月）内に当該雇用労働者に支

払った賃金に相当するものとして厚生労働大臣が定める方法により算定した額
（注 1）

に所定の支

給率
（注 2）

を乗じて得た額となっている。

就職困難者助成金の支給を受けようとする事業主は、当該助成金に係る支給申請書及び

当該雇用労働者に係る出勤簿等の添付書類を都道府県労働局（以下「労働局」という。）に提

出することとなっている。そして、労働局は、支給申請書等に記載されている当該雇用労

働者の氏名、生年月日、雇用年月日、支払賃金額、事業主の過去の不正受給の有無等を審

査した上、支給決定を行い、これに基づいて就職困難者助成金の支給を行うこととなって

いる。

なお、労働局における就職困難者助成金の支給に係る審査については、当分の間、労働

局は当該業務の一部を管内の公共職業安定所に行わせることができることとされている。

（注 1） 厚生労働大臣が定める方法により算定した額 当該事業主に係る労働保険の確定保険

料算定の基礎となった賃金総額から計算される年間 1人当たりの平均賃金額等に基

づき算定される額

（注 2） 所定の支給率 支給率は、次のとおりである。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 253 ―



企業区分
区分

中小企業事業主
以外の事業主 中小企業事業主

60歳以上 65歳未満の高年齢者等 1／ 4 1／ 3

重度身体障害者等 1／ 3 1／ 2

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、全国 47労働局のうち、18労働局において会計実地検査を行い、平成 18年度

から 20年度までの間に就職困難者助成金の支給を受けた事業主のうち 1,022事業主を選

定して、合規性等の観点から、これらの事業主に対する就職困難者助成金の支給決定が適

正に行われているかに着眼して、事業主から提出された支給申請書等の書類により検査し

た。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報

告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 不適正支給の事態

検査の結果、16労働局管内における 57事業主に対する就職困難者助成金の支給（支給

額 62,690,102円）のうち、39,651,451円が適正に支給されておらず、不当と認められる。

上記の不適正支給の主な態様は、既に雇い入れている者又は事実上雇入れが決定してい

る者に形式的に公共職業安定所の紹介を受けさせて、その紹介により雇い入れたこととし

て申請した事業主に対して、就職困難者助成金を支給していたものである。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A労働局は、事業主 Bから、就職困難者 Cを平成 18年 4月に D公共職業安定所の

紹介を受けてその 2日後に雇い入れたとする支給申請書の提出を受けて、これに基づ

き、就職困難者助成金 643,132円を支給していた。

しかし、実際には、就職困難者 Cは同年 3月から勤務しており、事業主 Bは既に雇

い入れている同人に形式的に D公共職業安定所の紹介を受けさせていたことから、同

人は就職困難者助成金の対象とならず、就職困難者助成金 643,132円全額が適正に支給

されていなかった。

このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったなどのため支給申請書等の

記載内容が事実と相違するなどしていたのに、これに対する前記の 16労働局又は管内の

公共職業安定所による調査確認が十分でないまま、同労働局において支給決定を行ってい

たことによると認められる。

なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執ら

れた。

これらの不適正支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。
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労 働 局 名 本院の調査に係る
事業主数

不適正受給事業主
数

左の事業主に支給
した就職困難者助
成金

左のうち不適正就
職困難者助成金

千円 千円

茨 城 37 1 1,794 867

千 葉 74 4 5,424 3,648

東 京 139 6 4,289 3,285

神 奈 川 107 7 4,264 3,770

新 潟 50 4 2,551 1,934

愛 知 64 4 10,735 4,198

三 重 56 4 4,133 3,447

京 都 69 1 535 535

大 阪 47 7 7,953 4,472

兵 庫 41 1 2,222 1,111

鳥 取 46 4 4,244 1,590

広 島 66 3 2,428 1,892

徳 島 17 2 1,414 1,414

愛 媛 12 1 2,315 2,315

福 岡 44 5 6,748 3,799

鹿 児 島 75 3 1,633 1,365

計 944 57 62,690 39,651

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、事業主に対する指導を強化するとともに事業主から提出され

た支給申請書等に係る調査確認の強化を図る必要があると認められる。

（92） 厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 年金特別会計（厚生年金勘定） （項）保険給付費

�
�
�
平成 18年度以前は、

厚生保険特別会計（年金勘定）（項）保険給付費

�
�
�

部 局 等 社会保険庁

支給の相手方 188人

老齢厚生年金の
支給額の合計

301,971,537円（平成 17年度～20年度）

不適正支給額 88,938,135円（平成 17年度～20年度）

1 保険給付の概要

� 厚生年金保険の給付

厚生年金保険（前掲 217ページの「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、

徴収額が不足していたもの」参照）において行う給付には、老齢厚生年金等がある。

� 老齢厚生年金

ア 老齢厚生年金の支給の原則

老齢厚生年金では、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）により、厚生年金保険の

適用事業所に使用された期間（以下「被保険者期間」という。）を 1月以上有し、老齢基礎
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年金に係る保険料納付済期間が 25年以上ある者等が 65歳以上である場合に受給権者と

なる。

イ 特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金では、当分の間の特例として、65歳未満であっても原則 60

歳以上で被保険者期間を 1年以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が 25年

以上ある者等が受給権者となっている。

ウ 特別支給の老齢厚生年金の給付額

特別支給の老齢厚生年金の給付額は、�受給権者の被保険者期間及びその期間におけ
る報酬を基に算定される額（以下「基本年金額」という。）と�配偶者等について加算され
る額との合計額となっている。

エ 特別支給の老齢厚生年金の支給の停止

� 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用

されて被保険者となった場合において、総報酬月額相当額
（注）

と基本月額（基本年金額を

12で除して得た額）との合計額が 280,000円を超えるときなどには、基本年金額の一

部又は年金の額の全部の支給を停止することとなっている。

（注） 総報酬月額相当額 標準報酬月額と、受給権者が被保険者である日の属する月以前 1

年間の標準賞与額（総額）を 12で除して得た額との合算額

� この場合の支給停止の手続は次のとおりである。

� 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、常用的に使用している者が受給権者であ

るときは、その者の生年月日、基礎年金番号、資格取得年月日、報酬月額等を記載

した被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた年金手帳を添えて地方社会保

険事務局の社会保険事務所又は社会保険事務局社会保険事務室（以下「社会保険事務

所等」という。）に提出する。

� 社会保険事務所等は、これを調査確認の上、届出内容を社会保険庁にオンライン

で伝送し、同庁は、これに基づいて受給権者に係る年金の支給停止額を算定の上、

支給額を決定する。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点及び対象

全国の 47社会保険事務局の 312社会保険事務所等（平成 20年 3月末現在）のうち、21

社会保険事務局の 129社会保険事務所等管内において、17年に特別支給の老齢厚生年金

の裁定を受けて年金の額の全部を支給されている受給権者等 334,765人のうち、厚生年金

保険の適用事業所からの給与収入が確認されて調査の必要があると認められた者が 960人

見受けられた。そこで、合規性等の観点から、これらの受給権者等を使用している 443事

業所について、被保険者資格取得届等の提出は適正になされているかに着眼して、17年

度から 20年度までの間における特別支給の老齢厚生年金等の支給の適否を検査した。

� 検査の方法

本院は、上記の 21社会保険事務局の 129社会保険事務所等において、事業主から提出

された厚生年金保険に係る届け書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正で

ないと思われる事態があった場合には、更に社会保険事務所等に調査及び報告を求めて、

その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
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� 不適正支給の事態

検査したところ、18社会保険事務局の 76社会保険事務所等管内における 130事業所の

188人については、当該事業所において常用的に使用されて厚生年金保険の被保険者資格

要件を満たしていて、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が 280,000円を超えるなど

しているのであるから、年金の額の一部又は全部の支給を停止すべきであったのに、被保

険者資格取得届が提出されなかったなどのため年金の支給停止の手続がとられていなかっ

た。このため、特別支給の老齢厚生年金等の受給権者 188人に対する支給（支給額

301,971,537円）について 88,938,135円が適正に支給されておらず、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、受給権者又は事業主が制度を十分理解していなかっ

たり、誠実でなかったりして、事業主が前記の届出を怠るなどしていたのに、上記の 76

社会保険事務所等において、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったことによる

と認められる。

上記の事態について、一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

社会保険庁は、受給権者 Aに対して平成 17年 1月に裁定を行い、同年 5月分から 20

年 1月分まで特別支給の老齢厚生年金を全額支給していた。

しかし、Aは 17年 4月から B会社に短時間就労者として就職して、18年 2月以降は

労働時間、労働日数等からみて常用的に使用されていた。したがって、社会保険事務所

に対して厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が必要であるのに、B会社の事業主

がその提出を怠っていた。このため、支給が停止されるべき年金の一部 1,864,276円が

減額されておらず、適正に支給されていなかった。

なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執ら

れた。

これらの不適正支給額を地方社会保険事務局ごとに示すと次のとおりである。

地方社会保
険事務局名

社会保険事務所
等

本院の調査に
係る受給権者
等数

不適正受給権
者数

左の受給権者に支
給した年金の額

左のうち不適正
支給額

人 人 千円 千円

福 島 平 等 3 25 6 10,111 774

茨 城 水 戸 南 等 3 24 8 10,706 1,099

栃 木 宇都宮東 等 3 43 14 21,713 11,644

埼 玉 浦 和 等 6 49 17 29,182 7,877

千 葉 幕 張 6 6 13,680 1,953

東 京 港 等 4 16 7 14,274 5,149

新 潟 新 潟 東 等 6 42 12 20,602 6,701

石 川 金 沢 南 等 3 23 13 30,323 8,393

静 岡 静 岡 等 8 67 20 16,446 6,939

愛 知 中 村 等 7 102 17 27,033 6,305

京 都 舞 鶴 等 2 13 4 2,582 1,336

大 阪 天 満 等 6 153 10 28,287 8,215

兵 庫 東 灘 等 7 47 19 17,608 4,641

岡 山 岡 山 東 等 4 16 13 27,905 6,646

広 島 広 島 西 等 4 25 8 11,038 4,517
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地方社会保
険事務局名

社会保険事務所
等

本院の調査に
係る受給権者
等数

不適正受給権
者数

左の受給権者に支
給した年金の額

左のうち不適正
支給額

人 人 千円 千円

愛 媛 松 山 東 等 3 7 3 4,217 1,839

福 岡 東 福 岡 等 4 26 5 7,543 2,115

佐 賀 佐 賀 等 2 18 6 8,713 2,788

計 76か所 702 188 301,971 88,938

上記の事態については、社会保険庁は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同庁において、事業主に対する指導・啓発の強化を図るとともに、高年齢労

働者等が多いと見込まれる事業所に対する調査を重点的に実施するなどの必要があると認

められる。

医 療 費（93）―（98）

（93）―

（96）
国立高度専門医療センターにおける診療報酬の請求に当たり、麻酔料等の請求額に過

不足があったもの

会計名及び科目 国立高度専門医療センター特別会計 （款）病院収入

（項）診療収入

部 局 等 3国立高度専門医療センター（ 4病院）

請求過不足が
あった診療報酬

麻酔料、手術料等

請求過不足額 請求不足額 50,064,840円（平成 19年度）

請求過大額 31,673,420円（平成 19年度）

1 診療報酬の概要

� 診療報酬の算定及び請求

国立高度専門医療センター（以下「ナショナルセンター」という。）は、がんその他の悪性

新生物、循環器病、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾患等に関して、診断・治

療、調査・研究及び技術者の研修を行うために病院、研究所等を設置しており、このうち

病院では保険医療機関として患者の診療を行っている。

保険医療機関は、「診療報酬の算定方法」（平成 18年厚生労働省告示第 92号。以下「厚生労

働省告示」という。）等により、診療報酬として医療に要する費用を所定の診療点数（以下

「点数」という。）に単価（10円）を乗ずるなどして算定することとなっている。そして、保

険医療機関は、健康保険法（大正 11年法律第 70号）等により、診療報酬のうち患者負担分を

患者に請求して、残りの診療報酬については、診療報酬請求書に診療報酬の明細を明らか

にした診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）を添付して社会保険診療報酬支払基金又

は国民健康保険団体連合会に対して請求することとなっている。

� 診療報酬の構成

診療報酬は、厚生労働省告示により、基本診療料と特掲診療料から構成されている。

このうち、基本診療料は、初診、再診及び入院診療の際にそれぞれ行われる診療行為又

は入院サービスの費用等を一括して算定するもので、初診料、再診料、入院料等に区分さ

れている。
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また、特掲診療料は、基本診療料として一括して算定することが妥当でない特別の診療

行為に対して、厚生労働省告示において個々に定められた点数により算定するもので、注

射料、処置料、手術料、麻酔料等に区分されている。

� 麻酔料及び手術料

麻酔料は、厚生労働省告示により、麻酔の種類ごとに所定の点数が定められている。そ

して、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
（注 1）
（以下「全身麻酔」という。）を、人

工心肺を用いて低体温で行う心臓手術で実施した場合には、当該麻酔の点数にその 100分

の 200に相当する点数を加算することとなっている。また、全身麻酔を分離肺換気
（注 2）

による

手術で実施した場合は、当該麻酔の点数にその 100分の 100に相当する点数を加算するこ

ととなっている。

手術料は、厚生労働省告示により、手術の種類ごとに所定の点数が定められている。そ

して、肺切除術など特定の手術において自動縫合器
（注 3）

を使用した場合は、当該手術の点数

に、使用した自動縫合器の個数に応じた点数を加算することとなっている。また、手術に

おいて特定保険医療材料
（注 4）

を使用した場合は、当該手術の点数に、当該特定保険医療材料の
せん しゆよう

点数を合算した点数により算定することとなっている。このほか、乳腺悪性腫瘍手術にお
えき か

いて、腋窩部等の郭清
（注 5）

を行った場合には、腋窩部等の郭清を行わなかった場合に適用され

る点数より高い点数を算定することとなっている。

� ナショナルセンターにおける診療報酬の請求事務

ナショナルセンターは、これらの診療報酬請求事務をコンピュータシステムを使用して

行っている。すなわち、手術等の診療行為を行った場合には、診療部門は手術名、麻酔の

方法、使用した医療機器、特定保険医療材料等を伝票に記入するなどして料金算定部門に

送付して、料金算定部門は、この伝票の記載内容をコンピュータに入力するなどして、こ

れにより診療報酬の算定及び請求を行っている。

（注 1） 閉鎖循環式全身麻酔 閉鎖循環式全身麻酔器を用いて、患者の呼気中の炭酸ガスを除

去しながら、麻酔ガスと酸素を補給する吸入麻酔法

（注 2） 分離肺換気 全身麻酔中に用いられる換気方法の一つで、右肺と左肺を別々に換気す

る方法

（注 3） 自動縫合器 胸・腹部臓器の切離と縫合閉鎖を同時に、かつ自動的に行える機器。

胸・腹部の手術の際には、 1ないし数個使用されることが多い。

（注 4） 特定保険医療材料 厚生労働大臣が手術等の所定点数に合算してその費用を算定する
そくせん

ことができると定めている特定の保険医療材料で、肝動脈塞栓材、内視鏡用粘膜下

注入材等がこれに該当する。
えき か しゆよう

（注 5） 腋窩部等の郭清 悪性腫瘍の転移の可能性があるわきの下などのリンパ節を系統的に

切除する手術

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、 6ナショナルセンター 8病院のうち、 3ナショナルセンターの 4病院（以下「 4

病院」という。）において、合規性等の観点から、平成 19年度の診療報酬の算定及び請求が

適正に行われているかなどに着眼して、入院に係るレセプト控えなどの書類により会計実

地検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、 4病院において、診療報酬請求額が不足していたものが 843件、
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50,064,840円、診療報酬請求額が過大になっていたものが 296件、31,673,420円あり、不

当と認められる。

これらについて、その主な態様を診療報酬の別に示すと次のとおりである。

ア 麻酔料に関するもの

4病院は、全身麻酔を人工心肺を用いて低体温で行う心臓手術で実施したり、分離肺

換気による手術で実施したりしているのに、麻酔の点数にそれぞれ 100分の 200又は

100分の 100の加算を行っていないなどしていた。このため、麻酔料が過小に算定され

ていて、診療報酬請求額が 494件、34,374,090円不足していた。

また、 4病院のうち 3病院は、全身麻酔を分離肺換気による手術には該当しない手術

で実施しているのに、麻酔の点数に 100分の 100の加算を行うなどしていた。このた

め、麻酔料が過大に算定されていて、診療報酬請求額が 14件、1,190,150円過大になっ

ていた。

イ 手術料に関するもの

4病院は、手術において自動縫合器を使用しているのに、手術の点数に、使用した自

動縫合器の個数に応じた点数を加算していなかったり、特定保険医療材料を使用してい

るのに、その点数を手術の点数と合算していなかったりなどしていた。このため、手術

料が過小に算定されていて、診療報酬請求額が 319件、15,318,550円不足していた。

また、 4病院は、乳腺悪性腫瘍手術において、腋窩部等の郭清を行わなかった場合に

も、腋窩部等の郭清を行った場合に適用される高い点数で手術料を算定するなどしてい

た。このため、手術料が過大に算定されていて、診療報酬請求額が 278件、30,327,740

円過大になっていた。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 請求不足については、診療部門において手術等の診療内容を伝票に記入する際に、麻

酔の方法、使用した医療機器、特定保険医療材料等についての記入を漏らしたり、料金

算定部門において伝票の記載内容をコンピュータに入力する際に、記載内容を見落とす

などして入力しなかったりしていたこと

イ 請求過大については、診療部門及び料金算定部門において、手術料の算定に関する認

識が十分でなかったり、料金算定部門において伝票の記載内容を十分確認しないままコ

ンピュータに入力したりしていたこと

上記の事態をナショナルセンター及び病院別に示すと次のとおりである。

ナショナルセンター
名及び病院名

診療報酬別請求過不足の件数と金額
（�は請求過大分）

麻酔料 手術料 その他 計

件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

（93） 国立がんセンター中
央病院

60
8

3,440
� 710

108
261

4,813
� 29,400

14
1

77
� 2

182
270

8,331
� 30,113

（94） 国立がんセンター東
病院

117
―

4,254
―

31
3

664
� 433

6
2

40
� 148

154
5

4,958
� 582

（95） 国立循環器病セン
ター

205
3

23,690
� 262

119
7

6,077
� 301

4
―

15
―

328
10

29,783
� 563

（96） 国立長寿医療セン
ター

112
3

2,988
� 217

61
7

3,763
� 192

6
1

238
� 4

179
11

6,991
� 414

（93）―（96）の計
494
14

34,374
� 1,190

319
278

15,318
� 30,327

30
4

372
� 155

843
296

50,064
� 31,673

（注） 1件で、複数の診療報酬について請求過不足が生じている場合は、請求過不足額が最も
多い診療報酬で分類している。
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（97） 医療費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）精神保健費

（項）生活保護費

（項）身体障害者保護費

（項）老人医療・介護保険給付諸費

（項）児童保護費

（項）国民健康保険助成費

（項）障害者自立支援給付諸費

年金特別会計（健康勘定） （項）保険給付費

（項）老人保健拠出金

（項）退職者給付拠出金

�
�
�
�
�
�

平成 18年度以前は、

厚生保険特別会計（健康勘定） （項）保険給付費

（項）老人保健拠出金

（項）退職者給付拠出金

�
�
�
�
�
�

船員保険特別会計 （項）保険給付費

（項）老人保健拠出金

（項）退職者給付拠出金

部 局 等 社会保険庁、27都道府県

国の負担の根拠 健康保険法（大正 11年法律第 70号）、船員保険法（昭和 14年法律第 73

号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）、老人保健法（昭和 57年

法律第 80号）、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）等

医療給付の種類 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、老人保健法、生活保護法

等に基づく医療

実 施 主 体 国、都道府県 26、市 539、特別区 23、町 451、村 78、広域連合 1、

国民健康保険組合 87、計 1,206実施主体

医療機関及び薬
局

医療機関 211、薬局 70

過大に支払われ
た医療費に係る
診療報酬等

入院基本料、入院基本料等加算、調剤報酬等

過大に支払われ
た医療費の件数

550,320件（平成 15年度～19年度）

過大に支払われ
た医療費の額

1,371,158,253円（平成 15年度～19年度）

不当と認める国
の負担額

764,104,116円（平成 15年度～19年度）

1 医療給付の概要

� 医療給付の種類

厚生労働省の医療保障制度には、老人保健制度（平成 20年 4月以降は「後期高齢者医療

制度」）、医療保険制度及び公費負担医療制度があり、これらの制度により次の医療給付が
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行われている。

ア 老人保健制度の一環として、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が老人保健法に基づ

き、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法等（以下「医療保険各法」という。）による

被保険者（被扶養者を含む。以下同じ。）のうち、当該市町村の区域内に居住する老人（75

歳以上の者又は 65歳以上 75歳未満の者で一定の障害の状態にある者をいう。以下同

じ。）に対して行う医療

イ 医療保険制度の一環として、医療保険各法に規定する保険者が、医療保険各法に基づ

き被保険者（老人を除く。）に対して行う医療

ウ 公費負担医療制度の一環として、都道府県又は市町村が、生活保護法に基づき被保護

者に対して行う医療等

� 診療報酬又は調剤報酬

これらの医療給付においては、被保険者（上記ウの被保護者等を含む。以下同じ。）が医

療機関で診察、治療等の診療を受け、又は薬局で薬剤の支給等を受けた場合、市町村、保

険者又は都道府県（以下「保険者等」という。）及び患者がこれらの費用を医療機関又は薬局

（以下「医療機関等」という。）に診療報酬又は調剤報酬（以下「診療報酬等」という。）として支

払う。

診療報酬等の支払の手続は、次のとおりとなっている（図 1参照）。

図 1 診療報酬の支払の手続

（注） 調剤報酬の支払の手続についても同様となっている。

ア 診療等を担当した医療機関等は、診療報酬等として医療に要する費用を所定の診療点

数又は調剤点数に単価（10円）を乗ずるなどして算定する。

イ 医療機関等は、上記診療報酬等のうち、患者負担分を患者に請求して、残りの診療報

酬等（以下「医療費」という。）については、老人保健法に係るものは市町村に、医療保険

各法に係るものは各保険者に、また、生活保護法等に係るものは都道府県又は市町村に

請求する。

このうち、保険者等に対する医療費の請求は、次のように行われている。

� 医療機関等は、診療報酬請求書又は調剤報酬請求書（以下「請求書」という。）に診療

報酬等の明細を明らかにした診療報酬明細書又は調剤報酬明細書（以下「レセプト」と

いう。）を添付して、これらを、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基
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金（以下「審査支払機関」と総称する。）に毎月 1回送付する。

� 審査支払機関は、請求書及びレセプトに基づき請求内容を審査点検した後、医療機

関等ごと、保険者等ごとの請求額を算定して、その後、請求額を記載した書類と請求

書及びレセプトを各保険者等に送付する。

ウ 請求を受けた保険者等は、それぞれの立場から医療費についての審査点検を行って金

額等を確認の上、審査支払機関を通じて医療機関等に医療費を支払う。

� 国の負担

保険者等が支払う医療費の負担は次のようになっている。

ア 老人保健法に係る医療費（以下「老人医療費」という。）については、老人の居住する市

町村が審査支払機関を通じて支払うものであるが、この費用は国、都道府県、市町村及

び保険者が以下のように負担している（図 2参照）。

� 老人保健法により、老人医療費については、原則として、国は 12分の 4を、都道

府県及び市町村はそれぞれ 12分の 1ずつを負担しており、残りの 12分の 6について

は各保険者が拠出する老人医療費拠出金が財源となっている。

� 国民健康保険法により、国は市町村等が保険者として拠出する老人医療費拠出金の

納付に要する費用の額の一部を負担している。

� 健康保険法等により、国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を

納付している。

図 2 老人医療費の負担

イ 医療保険各法に係る医療費については、国は、患者が、�政府管掌健康保険等の被保

険者である場合の医療費は保険者としてその全額を、�市町村が行う国民健康保険の一

般被保険者である場合の医療費は市町村が支払った額の 43％を、�国民健康保険組合

が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は国民健康保険組合が支払った額の

47％を、それぞれ負担している。

ウ 生活保護法等に係る医療費については、国は都道府県又は市町村が支払った医療費の

4分の 3又は 2分の 1を負担している。
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2 検査の結果

� 検査の観点及び着眼点

国民医療費は 11年度以降毎年度 30兆円を超えており、このうち老人医療費は 18年度

では約 34％を占めており、高齢化が急速に進展する中でその占める割合は高くなってい

る。このような状況の中で医療費に対する国の負担も多額に上っていることから、本院は

従来老人医療費を中心に、合規性等の観点から、診療報酬等の請求が適正に行われている

かに着眼して検査を行っている。

そして、近年では医療機関において、医師、看護師等の医療従事者が不足していて要件

を満たしていなかったり、必要な各種届出を行っていなかったりしているのにこれらを満

たすことが要件とされている診療報酬を請求したり、別途介護保険制度の介護給付等とし

て行われるものを診療報酬として請求したりしている不適正と認められる事態が多く見受

けられる。また、昨今の医薬分業の進展に伴い増加傾向にある調剤報酬についても、算定

要件を満たしていないのに請求しているなど不適正と認められる事態が多く見受けられ

る。そこで、本年の検査に当たっても、合規性等の観点から、これらの点を中心に検査す

ることとした。

� 検査の対象及び方法

本院は、社会保険庁の 27社会保険事務局及び 27都道府県において、保険者等の実施主

体による医療費の支払について、レセプト、各種届出書、報告書等の書類により会計実地

検査を行った。そして、医療費の支払について疑義のある事態が見受けられた場合は、地

方社会保険事務局及び都道府県に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの

方法により検査を行った。

� 過大となっていた支払の事態

検査の結果、27都道府県に所在する 211医療機関及び 70薬局に対して 1,206実施主体

が行った 15年度から 19年度までの間における医療費の支払が、550,320件で

1,371,158,253円過大となっていて、これに対する国の負担額 764,104,116円が不当と認め

られる。

これを診療報酬等の別に整理して示すと、次のとおりである。

診 療 報 酬 等 実 施 主 体
（医療機関等数）

過大に支払わ
れた医療費の
件数

過大に支払わ
れた医療費

不当と認める
国の負担額

件 千円 千円

�入 院 基 本 料 288市区町村等
�

12,817 279,473 153,543

�入院基本料等加算 442市区町村等
�

40,476 437,386 244,078

�在 宅 医 療 料 109市区町村等
�

14,310 226,345 128,147

�初 診 料 ・ 再 診 料 238市区町村等
	

33,657 124,337 69,208


処 置 料 125市区町村等
�

5,649 35,257 18,931

�医 学 管 理 料 28市町村等


5,796 22,061 12,327

�検 査 料 等 234市区町村等
�

21,971 52,605 29,574

�－�の計 893実施主体
（211）

134,676 1,177,467 655,811
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診 療 報 酬 等 実 施 主 体
（医療機関等数）

過大に支払わ
れた医療費の
件数

過大に支払わ
れた医療費

不当と認める
国の負担額

件 千円 千円

�調 剤 報 酬 682市区町村等
�

415,644 193,690 108,292

�－�の計 1,206実施主体
（281）

550,320 1,371,158 764,104

注� 複数の診療報酬について不適正と認められる請求があった医療機関については、最も多額な

診療報酬で整理した。

注� 計欄の実施主体数は、各診療報酬等の間で実施主体が重複することがあるため、各診療報酬

等の実施主体数を合計したものとは符合しない。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 実施主体及び審査支払機関において、医療機関等から不適正と認められる診療報酬等

の請求があったのにこれに対する審査点検が十分でなく、特に、診療報酬請求上の各種

届出についての確認が必ずしも十分でなかったこと

イ 地方社会保険事務局及び都道府県において、医療機関の医療従事者が不足しているこ

とを把握できる資料があるにもかかわらずその活用が必ずしも十分でなかったこと

ウ 地方社会保険事務局及び都道府県において、医療機関等に対する指導が十分でなかっ

たこと

� 各事態の詳細

上記の医療費の支払が過大となっていた事態について、診療報酬等の別に、その算定方

法及び検査の結果の詳細を示すと次のとおりである。

� 入院基本料

入院基本料は、患者が入院した場合に 1日につき所定の点数が定められている。入院

基本料のうち療養病棟入院基本料 2は、患者の疾患、状態等について厚生労働大臣が定

める五つの区分に従い、所定の点数を算定することとされている。

また、医療機関において、医師の数が医療法（昭和 23年法律第 205号）に定める標準と

なる数（以下「標準人員」という。）に 100分の 70を乗じて得た数以下である場合（以下「著

しい医師不足」という。）の入院基本料については、所定の減額をして算定することとさ

れている。

さらに、精神病棟に入院している患者の身体障害の状態等が厚生労働大臣の定める基

準に適合している場合に算定する重度認知症加算は、患者の身体障害の状態及び認知症

の状態を評価することなどが算定要件とされている。

検査の結果、19都道府県に所在する 43医療機関において、入院基本料等の請求が不

適正と認められるものが 12,817件あった。その主な態様は次のとおりである。

ア 療養病棟入院基本料 2に定められた区分のうち、より低い点数の区分の状態等にあ

る患者に対して高い区分の点数で算定していた。

イ 著しい医師不足等であるのに、入院基本料についての所定の減額をしないで算定し

ていた。

ウ 患者の身体障害の状態及び認知症の状態についての評価を行うなどの算定要件を満

たしていないのに、重度認知症加算を算定していた。

このため、上記 12,817件の請求に対して 288市区町村等が支払った医療費が
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279,473,033円過大となっていて、これに対する国の負担額 153,543,613円は負担の必要

がなかったものである。

� 入院基本料等加算

入院基本料等加算には、療養病棟療養環境加算、超重症児（者）入院診療加算、難病患

者等入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算等がありそれぞれ所定の点数が定められ

ている。

そして、これらの加算の多くは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方社会保険事務局長に届け出た医療機関において、その基準に掲げる区分に従

い所定の点数を算定することとされている。ただし、療養病棟療養環境加算等は、医師

等の数が標準人員を満たしていないなどの場合には算定できないこととされている。

また、超重症児（者）入院診療加算等は、厚生労働大臣が定める超重症等の状態にある

患者に対して算定することとされている。ただし、これらの加算は、一般病棟に入院し

ている老人の患者に対しては、算定できないこととされている。

さらに、難病患者等入院診療加算は、厚生労働大臣が定める難病等の疾患を主病とし

て医療機関に入院している患者に対して算定することとされている。ただし、この加算

は療養病棟入院基本料 2を算定している患者に対しては、算定できないこととされてい

る。

検査の結果、17都道府県に所在する 59医療機関において、入院基本料等加算等の請

求が不適正と認められるものが 40,476件あった。その主な態様は次のとおりである。

ア 医師の数が標準人員を満たしていないのに、療養病棟療養環境加算等を算定してい

た。

イ 届け出た区分より高い区分の療養病棟療養環境加算等を算定していた。

ウ 一般病棟に入院している老人の患者に対して、超重症児（者）入院診療加算等を算定

していた。

エ 療養病棟入院基本料 2を算定している患者に対して、難病患者等入院診療加算等を

算定していた。

オ 地方社会保険事務局長への届出を行っていないのに、特殊疾患入院施設管理加算等

を算定していた。

このため、上記 40,476件の請求に対して 442市区町村等が支払った医療費が

437,386,150円過大となっていて、これに対する国の負担額 244,078,254円は負担の必要

がなかったものである。

� 在宅医療料

在宅医療料のうち在宅患者訪問看護・指導料等は、医療機関が、居宅において療養を

行っている患者であって通院が困難なものに対して、看護師等を訪問させて看護又は療

養上必要な指導を行った場合等に算定することとされている。また、歯科診療の訪問歯

科衛生指導料等は、歯科医師が歯科訪問診療を行った患者等に対して、歯科医師の指示

に基づき、歯科衛生士等が訪問して、療養上必要な実地指導を行った場合等に算定する
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こととされている。ただし、介護保険の要介護被保険者等である患者に対しては、これ

らの診療が別途介護保険制度の介護給付として行われるものであることから、在宅患者

訪問看護・指導料、訪問歯科衛生指導料等は算定できないこととされている。

また、在宅酸素療法指導管理料等は、医師が、居宅等において在宅酸素療法を行って

いる患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合等に算定することとさ

れている。ただし、特別養護老人ホーム等 11施設
（注）

（以下「老人ホーム等」という。）に配置

されている医師（以下「配置医師」という。）がこれら施設の入所者に対して行っている診

療については、その診療が別途介護保険制度の介護給付等として行われているものであ

ることから、在宅酸素療法指導管理料等は算定できないこととされている。

（注） 特別養護老人ホーム等 11施設 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（定員 111名以上

の場合）、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、身

体障害者更正施設、身体障害者療護施設、救護施設（定員 111名以上の場合）、知的障

害者入所更生施設（定員 150名以上の場合）、知的障害者入所授産施設（定員 150名以

上の場合）、乳児院（定員 100名以上の場合）及び情緒障害児短期治療施設

さらに、在宅時医学総合管理料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方社会保険事務局長に届け出た医療機関において、所定の点数を算定するこ

ととされている。

このほか、在宅患者訪問診療料等は、医療機関が、居宅において療養を行っている患

者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療

を行った場合等に算定することとされている。ただし、老人ホーム等に入所している患

者に対しては、在宅患者訪問診療料等は算定できないこととされている。

検査の結果、19都道府県に所在する 44医療機関において、在宅医療料等の請求が不

適正と認められるものが 14,310件あった。その主な態様は次のとおりである。

ア 介護保険の要介護被保険者等である患者に対して、在宅患者訪問看護・指導料又は

訪問歯科衛生指導料等を算定していた。

イ 配置医師が特別養護老人ホーム等の入所者に対して行った診療について、在宅酸素

療法指導管理料等を算定していた。

ウ 地方社会保険事務局長への届出を行っていないのに、在宅時医学総合管理料を算定

していた。

エ 特別養護老人ホームの入所者に対して行った診療について、在宅患者訪問診療料等

を算定していた。

このため、上記 14,310件の請求に対して 109市区町村等が支払った医療費が

226,345,908円過大となっていて、これに対する国の負担額 128,147,796円は負担の必要

がなかったものである。

� 初診料・再診料

初診料は、患者の傷病について医学的に初診といわれる医師の診療行為があったとき

に、再診料はその後の診療行為の都度、それぞれ算定することとされている。ただし、
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配置医師が老人ホーム等の入所者に対して行っている診療については、その診療が別途

介護保険制度の介護給付等として行われているものであることから、初診料、再診料は

算定できないこととされている。

検査の結果、14道府県に所在する 29医療機関において、初診料、再診料等の請求が

不適正と認められるものが 33,657件あった。その主な態様は次のとおりである。

ア 配置医師が特別養護老人ホーム等の入所者に対して行った診療について、初診料、

再診料を算定していた。

イ 配置医師でない医師が、定期的に特別養護老人ホーム等の入所者の診療に当たって

いる場合、その医師は実質的には配置医師とみなすべきであるのに、初診料、再診料

を算定していた。

このため、上記 33,657件の請求に対して 238市区町村等が支払った医療費が

124,337,512円過大となっていて、これに対する国の負担額 69,208,367円は負担の必要

がなかったものである。

� 処置料

処置料には、一般処置料、栄養処置料等があり、それぞれの処置の種類ごとに所定の

点数が定められている。そして、老人ホーム等の職員が入所者に対して行った処置につ

いては、処置料を算定できないこととされている。

また、処置に当たって薬剤を使用した場合は、実際に使用した薬剤の総量に基づいた

薬剤料の点数を合算して算定することとされている。

検査の結果、11道県に所在する 14医療機関において、処置料等の請求が不適正と認

められるものが 5,649件あった。その主な態様は次のとおりである。
くう

ア 特別養護老人ホーム等の職員が入所者に対して行った鼻腔栄養等について処置料を

算定していた。
じん

イ 人工腎臓の処置に使用される薬剤について、実際に使用した量よりも多い量により

薬剤料を算定していた。

このため、上記 5,649件の請求に対して 125市区町村等が支払った医療費が

35,257,836円過大となっていて、これに対する国の負担額 18,931,694円は負担の必要が

なかったものである。

� 医学管理料

医学管理料のうち特定疾患療養管理料等は、生活習慣病等を主病とする患者に対し

て、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合等に算定することとされている。

ただし、配置医師が老人ホーム等の入所者に対して行っている診療については、その診

療が別途介護保険制度の介護給付等として行われているものであることから、特定疾患

療養管理料等は算定できないこととされている。

検査の結果、 7府県に所在する 7医療機関において、医学管理料等の請求が不適正と

認められるものが 5,796件あった。その主な態様は、配置医師が特別養護老人ホームの

入所者に対して行った診療について、特定疾患療養管理料等を算定していたものであ

る。
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このため、上記 5,796件の請求に対して 28市町村等が支払った医療費が 22,061,757

円過大となっていて、これに対する国の負担額 12,327,075円は負担の必要がなかったも

のである。

� 検査料等

検査料には、血液化学検査等の検体検査料等があり、それぞれの検査の種類ごとに所

定の点数が定められている。そして、診療の具体的方針として、検査は、診療上必要が

あると認められる範囲内において行うこと、同一の検査はみだりに反復して行ってはな

らないこととされている。

注射料は、点滴注射等の注射の種類ごとに所定の点数が定められている。そして、老

人ホーム等の職員が入所者に対して行った注射については、注射料を算定できないこと

とされている。

検査の結果、 9都道県に所在する 15医療機関において、検査料等の請求が不適正と

認められるものが 21,971件あった。その主な態様は次のとおりである。

ア 特別養護老人ホームの多くの入所者に対して血液化学検査等を画一的に実施して検

査料を算定していた。

イ 特別養護老人ホームの職員が入所者に対して行った点滴注射等について注射料を算

定していた。

このため、上記 21,971件の請求に対して 234市区町村等が支払った医療費が

52,605,772円過大となっていて、これに対する国の負担額 29,574,785円は負担の必要が

なかったものである。

� 調剤報酬

調剤報酬のうち薬剤服用歴管理料の服薬指導加算は、処方された薬剤について、直接

患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録して、これに基

づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行った場合に算定することとされている。

また、在宅患者訪問薬剤管理指導料は、居宅で療養を行っている患者に対して、医師

の指示に基づき、薬剤師が患家を訪問して薬学的管理指導を行った場合に算定すること

とされている。ただし、介護保険の要介護被保険者等である患者に対しては、この指導

が別途介護保険制度の介護給付として行われるものであることから、在宅患者訪問薬剤

管理指導料は算定できないこととされている。

検査の結果、18都道府県に所在する 70薬局において、調剤報酬の請求が不適正と認

められるものが 415,644件あった。その主な態様は次のとおりである。

ア 薬剤服用歴の記録に基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うことなどの算定

要件を満たしていないのに、服薬指導加算等を算定していた。

イ 介護保険の要介護被保険者等である患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導料を算

定していた。

このため、上記 415,644件の請求に対して 682市区町村等が支払った医療費が

193,690,285円過大となっていて、これに対する国の負担額 108,292,532円は負担の必要

がなかったものである。

以上を医療機関等の所在する都道府県別に示すと次のとおりである。
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都道府県名 実 施 主 体
（医療機関等
数）

過大に支払わ
れた医療費の
件数

過大に支払わ
れた医療費

不当と認める
国の負担額

摘 要

件 千円 千円

北 海 道 102市区町村
等�

25,126 110,777 61,816 ������	

青 森 県 17市町村等
 802 26,584 15,241 ��
岩 手 県 21市町村等� 5,800 38,604 21,443 ����	
山 形 県 50市区町等� 33,553 13,043 7,491 �	
栃 木 県 21市町等
 1,050 2,457 1,345 ��
群 馬 県 152市区町村

等
21,139 39,866 22,405 ������

埼 玉 県 139市区町村
等�

35,558 67,360 37,132 �����	

千 葉 県 53市区町村等


5,920 27,039 14,737 �����	

東 京 都 178市区町村
等�

35,274 94,163 52,123 ����	

神 奈 川 県 23市区町等� 4,422 31,660 17,515 ���	
新 潟 県 58市区町村等

�
6,024 63,454 34,284 ������

福 井 県 11市区町等
 314 7,760 4,295 ��
山 梨 県 31市区町村等

�
14,272 11,330 5,962 ��	

岐 阜 県 46市区町等� 37,178 15,672 8,662 ��	
愛 知 県 95市区町村等

�
11,522 133,954 72,081 �����	

三 重 県 25市町村等� 1,302 11,877 6,611 ���
京 都 府 130市区町村

等�
31,215 17,198 9,368 ��	

大 阪 府 185市区町村
等�

127,809 176,125 102,255 �����	

兵 庫 県 64市区町村等
�

7,681 107,139 59,128 �����	

鳥 取 県 30市町村等� 11,370 8,641 4,933 ��	
岡 山 県 5市町等� 206 2,219 1,243 �
広 島 県 73市区町等� 36,588 118,078 66,933 ����	
高 知 県 3市
 102 6,314 3,478 ��
熊 本 県 63市町村等� 37,770 57,509 32,655 ������	
宮 崎 県 11市区町等� 1,050 35,408 19,689 ���
鹿 児 島 県 120市区町村

等�
52,663 131,306 72,678 ������	

沖 縄 県 41市町村等� 4,610 15,607 8,588 ��	
計 1,206市 区 町

村等（281）
550,320 1,371,158 764,104

注� 計欄の実施主体数は、都道府県の間で実施主体が重複することがあるため、各都道府県の実

施主体数を合計したものとは符合しない。

注
 摘要欄の�～	は、本文（264ページ）の過大となっていた支払の事態の診療報酬等の別に対
応している。

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、地方社会保険事務局（20年 10月以降は医療指導監査業務を

引き継ぐ地方厚生局及び地方厚生支局）及び都道府県に対して、把握した情報を有効に活

用しながら医療機関等に対する指導を実施するよう努めるとともに、審査支払機関、保険

者等に対する指導の徹底を図るよう助言等を行う必要があると認められる。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 270 ―



（98） 労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大となっていたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（労災勘定）（項）保険給付費

部 局 等 厚生労働本省（支出庁）

11労働局（審査庁）

支払の相手方 183医療機関

過大な支払と
なっていた労災
診療費

手術料、入院料等

過 大 支 払 額 33,677,068円（平成 17、18両年度）

1 保険給付の概要

� 労働者災害補償保険

労働者災害補償保険は、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病等に対して療

養の給付等の保険給付を行うほか、労働福祉事業（平成 19年 4月以降は社会復帰促進等事

業）を行う保険である。

� 療養の給付に要する診療費の支払

療養の給付は、保険給付の一環として、負傷又は発病した労働者（以下「傷病労働者」と

いう。）の請求に基づき、都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所又は労働福祉事

業で設置された病院において、診察、処置、手術等（以下「診療」という。）を行うものであ

る。そして、診療を行ったこれらの医療機関は、都道府県労働局（以下「労働局」という。）

に対して診療に要した費用（以下「労災診療費」という。）を請求することとなっており、労

働局で請求の内容を審査して、その結果に基づき、厚生労働本省において労災診療費を支

払うこととなっている。

労災診療費は、「労災診療費算定基準について」（昭和 51年基発第 72号労働省労働基準局長

通達。以下「算定基準」という。）に基づき算定することとなっている。この算定基準による

と、労災診療費は、労災診療の特殊性等を考慮して、�健康保険法（大正 11年法律第 70号）

に基づく診療報酬点数表の点数（以下「健保点数」という。）に 12円（法人税等が非課税と

なっている公立病院等については 11円 50銭）を乗じて算定すること、�初診料、再診料
等特定の診療項目については、健保点数とは異なる点数又は金額を別に定めて、これによ

り算定することとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、全国 47労働局のうち、12労働局において会計実地検査を行い、合規性等の観

点から、各労働局の審査に係る 17年度又は 18年度の労災診療費の支払が算定基準に基づ

き適正になされているかなどに着眼して、診療費請求内訳書等の書類により検査した。そ

して、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求

めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 過大な支払となっていた事態

検査の結果、11労働局の審査に係る労災診療費のうち、手術料、入院料、処置料、初

診料、再診料、麻酔料等が過大に支払われていたものが 183医療機関について 33,677,068

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 271 ―



円あり、不当と認められる。

これらの事態について、その主なものを示すと次のとおりである。

ア 手術料に関するもの

手術料は、創傷処理、植皮術等の区分ごとの所定点数により算定することとなってい

る。また、 1回の皮切により手術を行い得る範囲（以下「同一手術野」という。）の手術に

つき、 2以上の手術を同時に行った場合の手術料は、主たる手術の所定点数のみにより

算定することとなっている。

しかし、前記 11労働局管内の 145医療機関では、手術料について、本来算定すべき

区分の所定点数によらず、異なる区分のより高い所定点数により算定したり、同一手術

野につき 2以上の手術を同時に行っているのに主たる手術の所定点数によらず、それぞ

れの手術の所定点数を合算して算定したりするなどしていた。このため、手術料 207件

で 22,218,344円が過大に支払われていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞
ひ

A病院では、傷病労働者 Bに対する脾臓損傷に係る手術料の算定に当たり、脾臓

を摘出したとして脾摘出術の区分の所定点数 18,500点に深夜加算の 100分の 80を加

算した 33,300点に 11円 50銭を乗じた 382,950円としていた。しかし、実際には脾臓

を摘出せず縫合を行ったことから、当該手術料は、脾摘出術の区分ではなく、脾縫合

術の区分の所定点数 11,400点に深夜加算の 100分の 80を加算した 20,520点に 11円

50銭を乗じた 235,980円と算定すべきであり、このため手術料が 146,970円過大と

なっていた。

イ 入院料に関するもの

入院料のうち特定入院料は、救命救急入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料

等の区分ごとに算定できる要件を満たす場合に、当該区分の所定点数により算定するこ

ととなっている。

しかし、前記 11労働局管内の 32医療機関では、算定できる要件を満たしていないの

に救命救急入院料等の特定入院料を算定するなどしていた。このため、入院料 63件で

6,685,328円が過大に支払われていた。

このような事態が生じていたのは、医療機関が労災診療費を誤って算定し請求してい

たのに、前記の 11労働局において、これに対する審査が十分でないまま支払額を決定

していたことによると認められる。

上記の過大に支払われていた労災診療費の額を労働局ごとに示すと、次のとおりであ

る。

労 働 局 名 医 療 機 関 数 過大支払件数 過 大 支 払 額

件 千円

北 海 道 12 18 3,236
青 森 12 25 1,760
埼 玉 15 24 4,227
千 葉 16 24 1,908
東 京 34 321 5,453

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 272 ―



労 働 局 名 医 療 機 関 数 過大支払件数 過 大 支 払 額

件 千円

神 奈 川 30 67 6,079
滋 賀 12 26 2,332
京 都 15 85 3,460
大 阪 18 23 2,456
大 分 8 61 933
沖 縄 11 51 1,827

計 183 725 33,677

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、医療機関に対する労災診療費等に係る説明会を開催して労災

診療費算定基準の周知徹底を図るとともに、診療費請求内訳書等に係る審査の強化を図る

必要があると認められる。

補 助 金（99）―（683）

（99） 臨床研修費等補助金の算定において、補助の対象とはならない法人負担分の共済掛金

等を補助対象事業費に含めていたため、国庫補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）厚生労働本省

部 局 等 神奈川県

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

学校法人聖マリアンナ医科大学

補 助 事 業 臨床研修費補助事業

補助事業の概要 医師等の資質の向上を目的として、公私立大学附属病院等が行う臨床

研修事業に対して、その経費の一部を補助するもの

上記に対する国
庫補助金交付額

116,056,000円（平成 18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

8,777,000円（平成 18年度）

1 補助金の概要

臨床研修費等補助金は、医師等の資質の向上等を目的として、公私立大学附属病院等が行

う医師法（昭和 23年法律第 201号）に基づく臨床研修事業に対してその経費の一部を国が補助

するものである。

この補助金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。

� 臨床研修事業の種目ごとに定められた基準額と対象経費の実支出額とを病院等の施設ご

とに比較して少ない方の額を選定する。

� �により選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

施設ごとに比較して、少ない方の額を交付額とする。

そして、上記の種目には、研修医を指導する医師の人件費等を対象とする教育指導経費
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と、研修医の宿日直研修事業費等を対象とする導入円滑化特別加算（以下「特別加算」とい

う。）とがある。このうち、特別加算の基準額は、研修医に係る平均年間給与支払額等を用い

て算出することとなっている。そして、研修医の平均年間給与支払額には、事業主体負担分

の共済掛金、雇用保険及び労災保険料を含まないことになっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、補助対象事業費の算定は適正に行われているかに着眼し

て、 3府県、 4市等計 22事業主体において、事業実績報告書等の書類により会計実地検

査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、学校法人聖マリアンナ医科大学（以下「法人」という。）において、次の

ような事態が見受けられた。

すなわち、法人は、平成 18年度に実施した医師に係る臨床研修事業について、補助対

象事業費 118,872,000円で事業を実施したとする事業実績報告書を神奈川県に提出して、

国から国庫補助金 116,056,000円の交付を受けていた。

しかし、法人は、特別加算の基準額の算定に当たり、研修医に係る平均年間給与支払額

に補助の対象とはならない法人負担分の共済掛金、雇用保険料及び労災保険料を加えて算

出していた。

したがって、研修医に係る適正な 18年度平均年間給与支払額を用いて国庫補助金を算

定すると 107,279,000円となり、国庫補助金交付額 116,056,000円との差額 8,777,000円が

過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、法人において事業費の算定についての理解が十分で

なかったこと、同県において法人から提出された事業実績報告書等の審査、確認が十分で

なかったことなどによると認められる。

（100）―

（109）
厚生労働科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）科学研究費

部 局 等 厚生労働本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補助金の交付先 10研究者

補 助 事 業 厚生労働科学研究費補助

補助事業の概要 厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生

活衛生、労働安全衛生等に関して、行政施策の科学的な推進を確保し

て、技術水準の向上を図ることを目的とする研究事業を行うもの

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

1,403,455,000円（平成 14年度～19年度）
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不当と認める国
庫補助金交付額

95,268,000円（平成 14年度～19年度）

1 補助金の概要

� 厚生労働科学研究費補助金の概要

厚生労働省は、厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活

衛生、労働安全衛生等に関して、行政施策の科学的な推進を確保して、技術水準の向上を

図ることを目的とする研究助成費として厚生労働科学研究費補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付している。

厚生労働科学研究費補助金取扱規程（平成 10年厚生省告示第 130号。以下「取扱規程」とい

う。）、厚生労働科学研究費補助金取扱細則（平成 10年厚科第 256号厚生科学課長決定。以下

「取扱細則」という。）等によると、補助金は、研究計画に基づき遂行される研究事業に関し

てすべての責任を負う研究者（以下「主任研究者」という。）等に交付されることとなってい

る。

そして、取扱細則等により、主任研究者が当該研究を他の研究者と共同で実施する場合

は、�主任研究者、�主任研究者と研究項目を分担して研究を実施する分担研究者、�主
任研究者の研究計画の遂行に協力する研究協力者により研究組織を構成するものとされて

いる。そして、補助金の交付を受けた主任研究者は、交付された補助金の一部を分担研究

者に配分することができることとなっている。

� 補助金の交付の対象経費

取扱規程によると、研究事業に係る補助金の交付の対象となる経費は、�直接研究に必
要な経費（消耗品費等）、�研究事業の一部を他の機関に委託して行うための経費（以下、
�と�を合わせて「直接研究費等」という。）、�研究に必要な間接経費とされている。この
うち間接経費は研究事業の実施には直接的にかかわらない経費で、直接研究費等に一定の

比率を乗じて算定されることとなっている。

� 補助金に係る事務

「厚生労働科学研究費補助金における事務委任について」（平成 13年厚科第 332号厚生科学

課長決定）等により、直接研究費等に係る事務は、主任研究者及び分担研究者の事務に係

る負担を軽減するなどのため、原則として、主任研究者及び分担研究者の所属機関の長に

委任されることとなっている。そして、委任を受けた所属機関の長は、直接研究費等に係

る事務を適正に執行することなどとなっている。

また、間接経費に係る事務は、主任研究者が次のように行うこととなっている。

� 主任研究者は、間接経費を所属機関の長が受け入れる意思があることを確認した上

で、厚生労働省に対して交付申請書を提出する。

� 主任研究者は、厚生労働省から間接経費の交付を受けた後、所属機関の長へ納付す

る。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、交付された補助金が取扱規程等に従って適切に管理され

ているかなどに着眼して、厚生労働省及び 35研究機関において会計実地検査を行った。
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そして、これらの研究機関に所属する研究者 298名が実施している 407研究事業について

納品書、請求書等の書類により検査するとともに、補助金の管理等が適切でないと思われ

る事態があった場合には、研究者の所属機関に報告を求めて、その報告内容を確認するな

どの方法により検査した。

なお、本院は、平成 19年次の獨協医科大学における文部科学省所管の科学研究費補助

金等の会計実地検査の結果、同大学に所属する複数の研究者が、同大学に架空の取引に係

る購入代金を支払わせていたため、同補助金等が過大に交付されていた事態について平成

18年度決算検査報告に掲記した。その際、同大学に対して、同大学の他の研究者及び他

の研究資金についても調査を求めていたところ、19年 11月に同大学から本件補助金に関

する調査結果の報告を受けたので、その報告内容の確認も行った。

� 検査の結果

検査したところ、 6研究機関に所属する 10研究者が実施している 36研究事業におい

て、次のような事態が見受けられた。

� 研究者が業者に架空の取引を指示して研究用物品を購入したとする虚偽の納品書、請

求書等を作成させて、これにより研究者の所属機関に架空の取引に係る購入代金を支払

わせるなどしていた。そして、研究者は、架空の取引に係る購入代金を業者に預けて別

途に経理していた。

� 補助対象経費に補助対象とは認められない経費を含めていた。また、補助対象経費に

所属機関の長に納付することとなっている間接経費が含まれていたにもかかわらず、こ

れを所属機関の長に納付せず、自らの研究事業に係る直接研究費等として使用してい

た。

このため、14年度から 19年度までの補助金交付額計 1,403,455,000円のうち計

95,268,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、�研究者において、補助金の原資は税金であり、事
実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、�研究者の所属
機関において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったこと、�研究者及び所属機関に
おいて、補助対象経費として認められる経費の範囲についての理解が十分でなかったこと

や間接経費の交付の目的等についての理解が十分でなかったこと、�厚生労働省におい
て、研究者及び研究機関に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や指

導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことなどによると認められる。

これを所属機関別・研究者別に示すと次のとおりである。

所 属 機 関 名 研究者 年 度 事業数 補助金交付額 不当と認める
補助金額

摘 要

千円 千円

（100） 獨協医科大学 A 14～18 15 504,420 44,731 補助金の
過大交付

（101） 同 B 14～17 4 257,500 3,585 同

（102） 同 C 15 2 60,800 3,076 同

（103） 同 D 17、18 2 95,000 2,408 同

（104） 同 E 15、16 2 44,000 1,843 同

（105） 昭 和 大 学 F 15～17 4 262,760 12,032 同

上記 6名の研究者は、業者に架空の取引を指示して研究用物品を購入したとする虚偽

の納品書、請求書等を作成させて、これにより研究者の所属機関に架空の取引に係る購
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入代金を支払わせるなどしていた。そして、研究者は、架空の取引に係る購入代金を業

者に預けて別途に経理していた。

（106） 福 岡 大 学 G 17～19 3 72,000 3,498 補助の対
象外

（107） 筑 波 大 学 H 18 1 4,500 1,461 同

（108） 帝 京 大 学 I 17 1 9,000 1,100 同

上記 3名の研究者は、各年度の補助対象経費に、補助対象とは認められないリース料

（研究者G）、消耗品費（研究者H）、印刷製本費（研究者 I ）を含めていた。
（109） 杏 林 大 学 J 17、18 2 93,475 21,534 補助の対

象外

上記の研究者は、両年度の補助対象経費に、所属機関の長に納付することとなってい

る間接経費が含まれていたにもかかわらず、これを所属機関の長に納付せず、自らの研

究事業に係る直接研究費等として使用していた。

（100）―（109）の計 36 1,403,455 95,268

（110）医療施設運営費等補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっている

もの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）保健衛生諸費

部 局 等 岡山県

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 岡山県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

学校法人川崎学園

補 助 事 業 救命救急センター運営事業

補助事業の概要 地域住民の救急医療の確保を図るために、救命救急センターを運営す

るもの

上記に対する国
庫補助金交付額

46,503,000円（平成 17年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

7,856,000円（平成 17年度）

1 補助金の概要

医療施設運営費等補助金（救命救急センター運営事業分）は、地域住民の救急医療の確保を

目的として、重篤救急患者の医療を確保するために、初期救急医療施設、第 2次救急医療施

設及び救急患者の搬送機関との円滑な連絡体制の下に、都道府県知事の要請を受けた病院の

開設者が行う救命救急センター（以下「センター」という。）の運営事業に対して都道府県が補

助する事業に対して、その費用の一部を国が補助するなどの事業である。

このうち、都道府県が補助する事業に係る補助金の交付額は、センターごとに、次のよう

に算定することとなっている。

� 所定の基準額と対象となる経費の実支出額（以下「実支出額」という。）とを比較して少な

い方の額を選定する。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

所 属 機 関 名 研究者 年 度 事業数 補助金交付額 不当と認める
補助金額

摘 要

千円 千円

― 277 ―



� �により選定された額（以下「選定額」という。）と総事業費から診療収入額及び寄付金そ

の他の収入額を控除した額（以下「差引額」という。）とを比較して少ない方の額に 3分の 2

を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費と

して、これに補助率 2分の 1を乗じて得た額を交付額とする。

上記の総事業費及び実支出額の対象となる経費は、給与、退職金等の人件費、減価償却費

等の運営経費等センターの運営実態を反映する経費となっている。ただし、建物、構築物及

び医療機器等備品で、国庫補助を受けて整備したものに係る減価償却費については、対象と

なる経費から除くこととなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、補助対象事業費の算定は適正に行われているかに着眼し

て、 3府県 15市等計 18事業主体において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査

を行った。

� 検査の結果

検査したところ、岡山県知事の要請を受けて、学校法人川崎学園（以下「法人」という。）

が、自ら運営している川崎医科大学附属病院で実施したセンターの運営事業において、次

のような事態が見受けられた。

すなわち、法人は、平成 17年度に、上記センターの運営事業について、選定額と差引

額とを比較して、選定額 139,509,000円が少ない方の額であるとして、岡山県から県補助

金の交付を受けて、同県に実績報告書を提出していた。そして、同県は、選定額に 3分の

2を乗ずるなどして補助対象事業費を 93,006,000円として、これに対する国庫補助金

46,503,000円の交付を受けていた。

しかし、法人は、差引額の算定に当たり、国庫補助を受けて整備した建物、構築物及び

医療機器に係る減価償却費を対象となる経費に含めていて、総事業費に減価償却費を過大

に計上するなどしていたため、差引額が過大となっていた。

したがって、適正な差引額を算定すると 115,942,163円となり、選定額を下回ることか

ら、これにより補助対象事業費を算定すると計 77,294,000円となり、補助対象事業費が過

大に精算されていた。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金を算定すると計

38,647,000円となり、交付額との差額計 7,856,000円が過大となっていて、不当と認めら

れる。

このような事態が生じていたのは、法人において補助制度の内容についての理解が十分

でなかったこと、岡山県において法人から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分

でなかったことなどによると認められる。

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、事務処理の適正化について補助事業者等への指導を徹底する

とともに、都道府県における実績報告等に係る審査等の強化を図る必要があると認められ

る。
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（111）―

（116）
保健事業費等負担金の算定において、 2回目以降の健康診査の受診人員数を算定対象

に含めるなどしたため負担金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）保健衛生諸費

部 局 等 4都県

国庫負担の根拠 老人保健法（昭和 57年法律第 80号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

市 5、特別区 1、計 6市区

国庫負担対象事
業

保健事業（健康診査）

国庫負担対象事
業の概要

壮年期からの健康についての認識と自覚の高揚を図るために、住民に

対して基本健康診査等の健康診査及び指導を行うもの

上記に対する国
庫負担金交付額

2,331,966,428円（平成 14年度～18年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

55,606,904円（平成 14年度～18年度）

1 負担金の概要

保健事業費等負担金（健康診査費分）（以下「負担金」という。）は、老人保健法（昭和 57年法律

第 80号）に基づき、壮年期からの健康についての認識と自覚の高揚を図ることを目的に、市

町村（特別区を含む。以下同じ。）が、その区域内に居住地を有する 40歳以上の者に対して行

う基本健康診査や歯周疾患検診等の健康診査及び指導の実施に要する経費の一部を、国が負

担するものである。

この負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。

� 診査の種類ごとに定められている基準単価（基本健康診査については、更に集団検診、

医療機関一括方式、医療機関個別方式等の実施方法ごとに定められている。）から、受診者

等から徴収する額について診査の種類ごとに定められている費用徴収基準額（基本健康診

査については、更に実施方法ごとに定められている。以下「徴収基準額」という。）を控除し

た額に、それぞれの受診人員数を乗じて得た額の合計額を基準額とする。そして、実際の

費用徴収額（以下「徴収額」という。）が徴収基準額を上回る場合には、徴収基準額ではなく

徴収額を基準単価から控除して基準額を算出する。また、70歳以上の受診者等につい

て、徴収を行った場合は、徴収基準額がないため実際の徴収額を基準単価から控除して基

準額を算出する。

� �により算出された基準額、補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄付金その他の
収入額を控除した額を比較して最も少ない額に 3分の 1を乗じて得た額を交付額とする。

そして、健康診査は、医療保険各法の保険者が行う成人病検診等の健康診査に相当する

サービスを受けた者は対象としないこと、同一人について年 1回行うこととされている。ま

た、基本健康診査の実施方法のうち、集団検診は、市町村が医療機関等に委託するなどし

て、市町村保健センターや公民館等の施設で基本健康診査を実施するものであり、一方で医

療機関一括方式は、医療機関に委託して、その医療機関の施設において、期日、時間を定め

て、その間専ら基本健康診査を実施するものとされている。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、負担金の交付額の算定が適切に行われているかに着眼し

て、25都府県の 198市区町及び 1一部事務組合において、事業実績報告書等の書類によ

り会計実地検査を行った。そして、交付額の算定が適切でないと思われる事態があった場

合には、更に事業主体に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなど

の方法により検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、 4都県の 6事業主体において、負担金の交付額の算定を誤ったため、負担

金交付額計 2,331,966,428円のうち計 55,606,904円が過大に交付されていて、不当と認め

られる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において交付要綱等を十分に理解していな

かったこと、都県において事業主体から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分で

なかったことなどによると認められる。

これを事業主体別に示すと次のとおりである。

都 県 名 事業主体 年 度 国庫負担対象
事業費

左に対する国
庫負担金交付
額

不当と認める
国庫負担対象
事業費

不当と認める
国庫負担金交
付額

千円 千円 千円 千円

（111） 兵 庫 県 神 戸 市 14～17 1,693,344 564,448 44,826 14,942

（112） 同 尼 崎 市 14～17 860,043 286,681 37,249 12,416

（113） 和歌山県 和歌山市 14～18 1,002,022 334,007 32,843 10,947

上記の 3市は、負担金の交付額の算定に当たり、基本健康診査の受診人員数に、 1年間

に 2回以上基本健康診査を受診した者に係る 2回目以降の延べ受診人員数等計 15,169人

（神戸市 6,563人、尼崎市 5,017人、和歌山市 3,589人）を含めるなどしていた。

しかし、健康診査は、同一人について年 1回行うこととされていることから、 2回目以

降の健康診査の受診人員数等は負担金の算定対象とはならない。

したがって、 2回目以降の健康診査の受診人員数等を除外するなどして適正な負担金の

交付額を算定すると、神戸市については計 549,505,762円、尼崎市については計

274,264,467円、和歌山市については計 323,059,551円となり、交付額との差額、それぞれ

計 14,942,301円、計 12,416,552円、計 10,947,979円が過大に交付されていた。
（114） 東 京 都 練 馬 区 15、16 1,841,717 613,905 35,310 11,770

（115） 兵 庫 県 西 宮 市 14～17 1,529,229 509,743 11,496 3,832

上記の 2市区は、負担金の交付額の算定に当たり、医療機関等に委託して市の保健セン

ター等を診査会場として実施した基本健康診査について、医療機関一括方式の基準単価

（平成 14年度 8,058円、15、16両年度 7,933円）を適用するなどしていた。

しかし、上記の基本健康診査の実施方法は、実施場所が委託先の医療機関の施設ではな

いことから、医療機関一括方式ではなく、集団検診に該当するので、集団検診の基準単価

（14年度 4,306円、15年度 4,267円、16年度 4,247円）を適用すべきであった。

したがって、当該基本健康診査について、医療機関一括方式ではなく集団検診の基準単

価を適用するなどして適正な負担金の交付額を算定すると、練馬区については計

602,135,616円、西宮市については計 505,910,959円となり、交付額との差額、それぞれ計

11,770,213円、計 3,832,311円が過大に交付されていた。
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都 県 名 事業主体 年 度 国庫負担対象
事業費

左に対する国
庫負担金交付
額

不当と認める
国庫負担対象
事業費

不当と認める
国庫負担金交
付額

千円 千円 千円 千円

（注）
（116） 岩 手 県 一 関 市 17 69,542 23,180 5,092 1,697

一関市は、負担金の交付額の算定に当たり、70歳未満の受診者については、基準単価

から徴収基準額を控除して、70歳以上の受診者等については、徴収基準額がないことか

ら、基準単価をそのまま用いるなどしてそれぞれ基準額を算出していた。

しかし、同市は、70歳未満の受診者 4,364人について、徴収基準額（集団検診 1,300

円、医療機関一括方式 2,400円）を上回る徴収額（集団検診 1,700円から 2,900円まで、医

療機関一括方式 3,234円）を徴収したり、70歳以上の受診者等 1,057人について、徴収額

（集団検診 1,700円又は 2,600円、医療機関一括方式 1,122円又は 3,234円）を徴収したりす

るなどしていることから、基準額を算出する際には、基準単価から実際の徴収額を控除す

る必要があった。

したがって、基本健康診査の受診者に係る徴収額を基準単価から控除するなどして適正

な負担金の交付額を算定すると 21,483,169円となり、交付額との差額 1,697,548円が過大

に交付されていた。

（注） 平成 17年 9月 20日に、一関市、西磐井郡花泉町、東磐井郡大東町、千厩町、東山町、室根

村及び川崎村が合併して一関市となった。

（111）―（116）の計 6,995,899 2,331,966 166,820 55,606

（117）職業転換対策事業の実施に当たり、職場適応訓練の要件を満たしていない事業主を選

定していたなどのため、職業転換訓練費負担金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）職業転換対策事業費

部 局 等 厚生労働本省

国庫負担の根拠 雇用対策法（昭和 41年法律第 132号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

香川県

国庫負担対象事
業

職業転換対策事業

国庫負担対象事
業の概要

就職が困難な求職者の雇用を促進するために、事業所において訓練を

行うもの

事 業 費 103,046,940円（平成 13年度～19年度）

上記に対する国
庫負担金交付額

51,523,470円

不当と認める事
業費

8,373,030円（平成 14年度、16年度～19年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

4,186,515円（平成 14年度、16年度～19年度）

1 職業転換訓練費負担金の概要

� 職業転換訓練費負担金の概要

職業転換訓練費負担金は、都道府県が、雇用対策法（昭和 41年法律第 132号）、厚生労働

省が定めた職場適応訓練実施要領（昭和 56年職発第 320号・訓発第 124号。以下「実施要領」
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という。）等に基づき、障害者、高年齢者等就職が困難な求職者の職場適応訓練（以下「職

適」という。）を事業主に委託して実施する場合に、国がその訓練費（以下、職適の訓練費を

「職適訓練費」という。）の 2分の 1を負担するものである。

� 職適の実施

職適は、職適を受ける者（以下「訓練生」という。）に対して、事業所において、当該事業

所の業務に係る作業についての訓練を行い、もって作業の環境に適応することを容易にさ

せることを目的として実施されるものである。

香川県は、職適訓練費の支給要件、実施手続等を定めた実施要領に基づき職適を実施し

ており、その実施手続はおおむね次のとおりとなっている。

� 香川県は、障害者、高年齢者等就職が困難な求職者のうち、香川労働局（以下「香川

局」という。）管内の高松公共職業安定所（以下「高松安定所」という。）等が職業相談等を

行った上で職適を受けさせることが適職に就かせるために必要と認めて受講指示を行っ

た求職者について、高松安定所等から職場適応訓練受講指示通知書（以下「受講指示書」

という。）により氏名、訓練期間等の連絡を受ける。また、高松安定所等は、職適を実施

する事業主を選定して、事業主から提出された職場適応訓練受託申込書に、職適を実施

する事業主として適当である旨の意見を付して香川県に提出する。

� 香川県は、事業主と委託契約を締結する。そして、事業主は、香川県が定める訓練項

目、訓練時間配分等の基準に基づき、訓練生の知識、技能等の状況及び当該事業所の業

務に係る作業内容に応じた訓練計画を定めて、事業所の従業員が指導員として計画的に

指導、助言を行うことにより職適を実施する。

� 香川県は、職適が修了した事業主に対して、職場適応訓練実績報告書（以下「実績報告

書」という。）を高松安定所等の意見を付した上で提出させる。

また、職適訓練費は、事業主に支給する事業所謝金（訓練生 1人 1月当たり 24,000円。

平成 15年 3月以前は 24,100円）と、訓練生に支給する訓練手当
（注）

等から成っており、香川

県は、実施手続に基づいて職適が実施された場合に、事業主及び訓練生の請求に基づき支

給することとしている。

（注） 訓練手当 基本手当、技能習得手当（受講手当、通所手当）及び寄宿手当の 3種類があ

る。このうち、基本手当は、職適を受けた期間の日数に応じて支給され、訓練生の居

住地により日額が異なり、高松市の場合は日額 3,930円（平成 15年 3月以前は 3,940

円）となっている。受講手当は、受講日数に応じて支給され、日額 500円（15年 4月以

前は 600円）となっている。通所手当は、訓練生の居住地から職適を行う施設までの

通所に要する運賃等である。

2 検査の結果

本院は、香川県及び香川局において会計実地検査を行い、13年度から 19年度までの間に

実施した高松安定所管内に所在する 2事業主に係る職適（訓練生計 71人）を対象として、合

規性等の観点から、職適が適正に行われているかなどに着眼して、受講指示書、実績報告書

等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合は、更に同県及

び同局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

検査の結果、事業主が訓練計画を定めておらず、このため指導員が計画的に指導、助言を

行っていないことから、事業主が職適の要件を満たしていなかったり、訓練生が職適実施前

から当該事業主の業務に従事していることから、職適の必要性が認められなかったりなどし
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ていて、上記の 2事業主に係る職適訓練費計 103,046,940円（事業所謝金計 15,655,200円、訓

練手当計 87,391,740円）のうち、14年度及び 16年度から 19年度までの間に支給された計

8,373,030円（事業所謝金計 5,137,200円、訓練手当計 3,235,830円）が適正に支給されておら

ず、これに係る国庫負担金相当額計 4,186,515円が過大に交付されていて不当と認められ

る。

このような事態が生じていたのは、高松安定所において、上記の 2事業主が職適を実施す

る要件を満たしているかなどについての調査、確認を怠っていたこと、同県において、高松

安定所による調査、確認が適正に行われたものと判断して、自ら実態把握をしないまま事務

手続等を行っていたことなどによると認められる。

（118）緊急地域雇用創出特別基金事業の実施が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）職業転換対策事業費

部 局 等 厚生労働本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

秋田県

事 業 緊急地域雇用創出特別基金事業

事 業 の 概 要 国の交付金により造成した基金を活用して、緊急かつ臨時的な雇用・

就業機会の創出を図る事業を実施する市町村に対して補助金の交付を

行うもの

県補助金の交付
先

湯沢市

上記交付先の事
業費の合計

3,528,000円（平成 14年度～16年度）

上記に対する国
庫補助金相当額

3,528,000円

不当と認める事
業費

3,528,000円（平成 14年度～16年度）

不当と認める国
庫補助金相当額

3,528,000円（平成 14年度～16年度）

1 事業の概要

厚生労働省は、総合雇用対策の一環として、厳しい雇用失業情勢にかんがみて、平成 16

年度までの事業として緊急かつ臨時的な雇用・就業機会の創出を図る緊急地域雇用創出特別

基金事業（以下「基金事業」という。）を実施する都道府県に対して、緊急地域雇用創出特別交

付金（以下「国庫補助金」という。）を交付している。そして、都道府県は、この国庫補助金を

財源として造成した基金を活用することにより、緊急地域雇用創出特別基金事業実施要領

（平成 13年厚生労働省発職第 252号厚生労働事務次官通知。以下「実施要領」という。）等に基づい

て、自ら基金事業を実施するなどのほか、市町村が実施要領に定める法人等に委託して行う

基金事業（以下「委託事業」という。）に対して、事業費全額の補助金（以下「県補助金」という。）

を交付している。

そして、秋田県は、14年度から 16年度までの各年度において、失業者の雇用創出を図る
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せき

ため、湯沢市が山田五ヶ村堰地区において実施した農道等の除草作業を内容とした委託事業

（各年度の事業費 1,176,000円、事業費計 3,528,000円）に対して、同市から実績報告書の提出

を受けて、県補助金を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、委託事業が適切に行われているかなどに着眼して、秋田県

及び湯沢市において実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でない

と思われる事態があった場合には、更に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するな

どの方法により検査を行った。

検査したところ、前記の委託事業について、14年度においては、委託先が事業を全く実

施しておらず、また、15、16両年度においては、事業を一部実施した形跡はあるものの、

実際に事業に要した人件費を特定できない状況となっていたり、他の経費に流用していたり

などしていて、事業の実施状況及び経理が著しく適正を欠く事態となっていた。

このような事態が生じていたのは、同市において、委託先から提出された報告内容の調

査、確認及び委託先に対する指導が十分でなかったこと、また、同県において、同市から提

出された実績報告書等の調査、確認及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによる

と認められる。

したがって、委託事業に係る 14年度から 16年度までの各年度の事業費 1,176,000円、計

3,528,000円は、基金事業の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計 3,528,000

円が不当と認められる。

（119）―

（130）
在宅福祉事業費補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）社会福祉諸費

部 局 等 12府県

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 5府県

7市（事業主体）

間接補助事業者
（事 業 主 体）

5市

補 助 事 業 在宅福祉事業（介護予防・地域支え合い事業）

補助事業の概要 在宅の老人等の福祉の向上を図るために、要介護状態にならないため

の介護予防や生活支援等のサービスを提供するもの

上記に対する国
庫補助金交付額

853,575,000円（平成 15年度～17年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

47,152,000円（平成 15年度～17年度）

1 補助金の概要

在宅福祉事業費補助金（以下「補助金」という。）は、在宅の老人等の福祉の向上を図ること

を目的として、市町村（政令指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う

介護予防・地域支え合い事業に対して都道府県が補助する場合に要する費用、政令指定都市
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又は中核市が行う介護予防・地域支え合い事業に要する費用等について、その一部を国が補

助するものである。

� 介護予防・地域支え合い事業の概要

介護予防・地域支え合い事業は、要援護高齢者等に対して、要介護状態にならないため

の介護予防や生活支援等のサービスを提供するもので、このうち、政令指定都市、中核市

又は市町村が実施する事業には、次のようなものがある。

ア 食の自立支援事業

食の自立支援事業は、調理が困難な高齢者等に対して、定期的に居宅を訪問して栄養

のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者等の安否確認を行う事業であ

る。そして、この事業においては、従来、食材料費の実費相当分については利用者負担

とされていたが、平成 17年 6月の介護保険法（平成 9年法律第 123号）の改正に伴い、同

年 10月からは、食材料費だけでなく調理費の実費相当分についても利用者負担とされ

ており、これらの経費については補助の対象経費（以下「対象経費」という。）から除くこ

ととされている。

イ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（以下「生きがい事業」という。）は、家に閉じ

こもりがちなひとり暮らし高齢者に対して、生きがい講座等を開催するなどの各種サー

ビスを提供する事業である。そして、この事業の対象経費は、事業の運営に必要な報

酬、給料、職員手当、共済費、報償費等とされている。

ウ 生活管理指導員派遣事業

生活管理指導員派遣事業は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しな

かったりなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問により日常生活、家事

等に関する支援・指導等を行い、要介護状態への進行を予防する事業である。

� 補助金の交付額の算定方法

ア 政令指定都市又は中核市が行う事業について補助する場合

所定の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から寄付金

その他の収入額を控除した額（以下「差引額」という。）とを比較して、少ない方の額を補

助対象事業費として、この額に 2分の 1を乗じて得た額を補助金の交付額とする。

イ 市町村が行う事業について補助する場合

所定の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と差引額とを比較して

少ない方の額を選定する。そして、選定した額に 4分の 3を乗じて得た額と都道府県が

補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費として、この額に 3分の 2を乗

じて得た額を補助金の交付額とする。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、補助金の交付額の算定が適切に行われているかに着眼し

て、25都府県の 190市区町において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を

行った。そして、交付額の算定が適切でないと思われる事態があった場合には、更に事業

主体に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査

を行った。
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� 検査の結果

検査の結果、12事業主体において、補助金の交付額の算定を誤ったため、補助金交付

額計 853,575,000円のうち計 47,152,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、交付要綱等の理解が十分でな

かったこと、府県において、事業主体から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分

でなかったことなどによると認められる。

これを事業別・事業主体別に示すと次のとおりである。

府 県 名 事業主体 年 度 補助対象事業
費

左に対する国
庫補助金

不当と認める
補助対象事業
費

不当と認める
国庫補助金

千円 千円 千円 千円

ア 食の自立支援事業

（119） 秋 田 県 横 手 市 17 35,020 23,346 3,544 2,362

（120） 福 島 県 いわき市 17 172,700 86,350 11,310 5,656

（121） 千 葉 県 千 葉 市 17 137,562 68,781 2,967 1,484

（122） 神奈川県 相模原市 17 257,045 128,522 32,961 16,480

（123） 富 山 県 射 水 市 15～17 110,655 73,766 7,347 4,899

（124） 静 岡 県 浜 松 市 17 148,620 74,310 4,074 2,038

（125） 岡 山 県 岡 山 市 17 85,627 42,813 2,428 1,214

（126） 福 岡 県 北九州市 17 371,214 185,607 14,869 7,435

（127） 大 分 県 臼 杵 市 17 25,309 16,873 1,570 1,048

（128） 熊 本 県 天 草 市 17 81,450 54,300 1,558 1,039

アの計 1,425,205 754,668 82,632 43,655

上記の 10市は、補助金の交付額の算定に当たり、食材料費又は調理費の実費相当分

を対象経費の実支出額に含めていたため、補助対象事業費を計 82,632,601円過大に算出

していた。

したがって、適正な補助対象事業費に基づいて補助金の交付額を算定すると、計

711,013,000円となり、計 43,655,000円が過大に交付されていた。

イ 生きがい事業

（129） 京 都 府 亀 岡 市 16、17 70,824 47,215 3,603 2,402

亀岡市は、補助金の交付額の算定に当たり、事業の委託先が生きがい事業を実施する

ため専従で配置したとする職員が、実際には、本件事業以外の業務を兼務していたの

に、当該職員の給料、手当及び共済費を全額対象経費に計上するなどしていたため、補

助対象事業費を 3,603,729円過大に算出していた。

したがって、適正な補助対象事業費に基づいて補助金の交付額を算定すると、

44,813,000円となり、2,402,000円が過大に交付されていた。

ウ 生活管理指導員派遣事業

（130） 愛 媛 県 松 山 市 17 103,384 51,692 2,189 1,095

松山市は、補助金の交付額の算定に当たり、閉じこもりの傾向もないことなどから、

社会適応が困難な高齢者とは認められない者を本件事業の対象に含めていたため、補助

対象事業費を 2,189,340円過大に算出していた。
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したがって、適正な補助対象事業費に基づいて補助金の交付額を算定すると、

50,597,000円となり、1,095,000円が過大に交付されていた。

ア、イ、ウの合計 1,599,414 853,575 88,425 47,152

（131）―

（178）
児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）児童保護費

部 局 等 21道府県

国庫負担の根拠 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

48市

国庫負担対象事
業

保育所運営事業

国庫負担対象事
業の概要

保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童の保育の実施を民間保

育所に委託するもの

上記に対する国
庫負担金交付額
の合計

76,934,262,173円（平成 14年度～18年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

120,358,015円（平成 14年度～18年度）

1 負担金の概要

児童保護費等負担金（保育所運営費国庫負担金に係る分）は、保護者の労働又は疾病等の事

由により保育に欠ける児童の保育の実施を、社会福祉法人等が設置する保育所（以下「民間保

育所」という。）に委託した市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して、その委託に要した費

用の一部を国が負担するものである。

そして、この負担金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。

費用の額 － 徴収金の額 ＝ 国庫負担対象事業費

国庫負担対象事業費 × 1 / 2＝ 交付額

この費用の額及び徴収金の額は、次のとおり算定することとなっている。

� 費用の額は、民間保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に 1人当たり月額で

定められている保育単価に、各月の入所児童数を乗ずるなどして算出した年間の額によ

る。

この保育単価については、民間施設給与等改善費として、当該民間保育所に勤務するす

べての常勤職員（勤務形態が 1日 6時間以上かつ月 20日以上の職員）を対象として算出し

た当該年度の 4月 1日現在における職員 1人当たりの平均勤続年数に応じた加算率の区分
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費
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千円 千円 千円 千円
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ごとに設定された額を加算している。

さらに、当該民間保育所が母子世帯の母等を非常勤職員（勤務形態が民間施設給与等改

善費の加算率の算定対象となる職員を除く。）として雇用して、その総雇用人員の累積年間

総雇用時間が 400時間以上となる場合に、入所児童（者）処遇特別加算費として、年間総雇

用時間数の区分ごとに設定された額を加算している。

� 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年分の所得税額又は前年度分の市町村民税の課税

の有無等に応じて階層別に児童 1人当たり月額で定められている徴収金基準額等から算出

した年間の額による。この階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計

を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合に限る。）のすべ

てについて、それらの者の課税額の合計額により行う。なお、児童の属する世帯が母子世

帯等の場合等には、階層に応じて徴収金の額を軽減する。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、市町村が民間保育所に委託して実施する保育事業について、合規性等の観点か

ら、保育単価等の費用の額及び徴収金の額の算定は法令等に従って適切なものとなってい

るかに着眼して、22道府県の 102市町において、事業実績報告書等の書類により会計実

地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に事業主体に

事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行っ

た。

� 検査の結果

検査したところ、21道府県の 48事業主体では、児童の扶養義務者の所得税額等を誤認

するなどして徴収金の額を過小に算定したり、保育単価の適用を誤るなどして費用の額を

過大に算定したりしていた。

このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金 120,358,015円が不

当と認められる。

上記の徴収金の額を過小に算定していた事態及び費用の額を過大に算定していた事態に

ついて、それぞれ一例を示すと次のとおりである。

＜事例 1＞ 扶養義務者の所得税額を誤認して徴収金の額を過小に算定していたもの

A事業主体は、平成 18年度に、児童 B（ 2歳）について、その扶養義務者である母の

17年分の所得税額及び 17年度分の市町村民税額はないこと、母子世帯であることか

ら、徴収金の額を 0円と算定していた。しかし、実際は、母のほかに児童 Bの扶養義

務者として祖父がいることから、祖父の 17年分の所得税 329,900円を基に算定すべき

であり、これにより計算すると徴収金の額は 732,000円となり、同額が過小となってい

た。

そして、A事業主体ではこのように扶養義務者の所得税額を誤認していた事態が上記

を含め、15年度児童 2人 1,494,000円、16年度児童 4人 2,493,000円、17年度児童 10

人 5,252,000円、18年度児童 16人 6,860,090円見受けられ、徴収金の額が 15年度から

18年度までの間において、計 16,099,090円過小となっていた。

＜事例 2＞ 入所児童（者）処遇特別加算費の加算を誤って費用の額を過大に算定してい

たもの

C事業主体は、平成 18年度に、社会福祉法人 Dが設置する E保育園が母子世帯の母
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を非常勤の作業員として雇用していたことから、その年間総雇用時間数の区分に該当す

る額を入所児童（者）処遇特別加算費として保育単価に加算して、同園に係る費用の額に

990,280円加算していた。

しかし、当該職員は 1日 6時間以上かつ月 20日以上の勤務形態であり、民間施設給

与等改善費の加算率の算定対象となる職員に該当するため、入所児童（者）処遇特別加算

費の対象とならないことから、同園に係る費用の額が 990,280円過大となっていた。

そして、C事業主体では、上記の保育園で、同様の事態が 15年度 1,016,340円、16

年度 1,003,310円、17年度 1,015,560円見受けられて、費用の額が 15年度から 18年度

までの間において、計 4,025,490円過大となっていた。

このような事態が生じていたのは、事業主体において徴収金の額又は費用の額の算定に

当たっての調査確認が十分でなかったこと、また、道府県において適正な事務処理の執行

についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを道府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

道府県名 事業主体 年 度 国庫負担
対象事業
費

左に対す
る国庫負
担金

不当と認
める国庫
負担対象
事業費

不当と認
める国庫
負担金

摘 要

千円 千円 千円 千円

（131）北 海 道 函 館 市 17、18 3,687,919 1,843,959 5,745 2,872 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（132） 同 苫小牧市 15～18 2,886,018 1,443,009 9,562 4,781 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（133） 同 千 歳 市 16～18 695,685 347,842 4,281 2,140 同

（134） 同 北広島市 18 140,788 70,394 1,233 616 同

（135）青 森 県 青 森 市 17、18 8,377,744 4,188,872 6,196 3,098 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（136） 同 弘 前 市 16～18 8,668,371 4,334,185 4,554 2,277 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（137） 同 五所川原
市

15～18 3,695,204 1,847,602 8,751 4,375 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（138） 同 平 川 市 16～18 2,217,594 1,108,797 5,619 2,809 保育単価の適用を
誤っていたものなど

（139）岩 手 県 盛 岡 市 18 2,021,612 1,010,806 2,004 1,002 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（140） 同 一 関 市 15～18 1,868,285 934,142 2,378 1,189 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（141） 同 奥 州 市 18 1,077,788 538,894 1,879 939 同

（142）秋 田 県 秋 田 市 15～18 7,359,030 3,679,515 4,061 2,030 保育単価の適用を
誤っていたもの

（143） 同 能 代 市 18 277,733 138,866 1,592 796 保育単価の適用を
誤っていたものなど

（144）山 形 県 山 形 市 16～18 2,838,758 1,419,379 3,462 1,731 同

（145）福 島 県 いわき市 16～18 4,106,803 2,053,401 6,753 3,376 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（146） 同 南相馬市 18 191,185 95,592 2,717 1,358 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（147）栃 木 県 鹿 沼 市 17、18 918,806 459,403 3,007 1,503 保育単価の適用を
誤っていたものなど

（148） 同 矢 板 市 17、18 432,972 216,486 4,637 2,318 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど
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道府県名 事業主体 年 度 国庫負担
対象事業
費

左に対す
る国庫負
担金

不当と認
める国庫
負担対象
事業費

不当と認
める国庫
負担金

摘 要

千円 千円 千円 千円

（149）神奈川県 川 崎 市 15～18 8,709,203 4,354,601 8,669 4,334 保育単価の適用を
誤っていたもの

（150） 同 横須賀市 17、18 2,700,197 1,350,098 2,173 1,086 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（151） 同 鎌 倉 市 16～18 847,457 423,728 9,780 4,890 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
もの

（152） 同 三 浦 市 18 206,936 103,468 2,091 1,045 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（153）岐 阜 県 関 市 17、18 626,298 313,149 3,232 1,616 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（154）静 岡 県 菊 川 市 14～18 1,564,425 782,212 7,132 3,566 保育単価の適用を
誤っていたもの

（155）滋 賀 県 東近江市 15～18 768,865 384,432 3,893 1,946 保育単価の適用を
誤っていたものなど

（156）京 都 府 舞 鶴 市 16～18 1,436,616 718,308 3,038 1,519 同

（157） 同 綾 部 市 16～18 1,088,476 544,238 5,118 2,559 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（158） 同 亀 岡 市 16～18 1,505,749 752,874 6,550 3,275 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（159） 同 長岡京市 18 217,536 108,768 1,141 570 保育単価の適用を
誤っていたものなど

（160）和歌山県 和歌山市 15～18 9,530,519 4,765,259 17,298 8,649 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（161）岡 山 県 津 山 市 18 1,359,092 679,546 4,198 2,099 同

（162） 同 赤 磐 市 16～18 1,540,656 770,328 8,278 4,139 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（163）山 口 県 山 口 市 15～18 2,463,930 1,231,965 4,438 2,219 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（164） 同 岩 国 市 16～18 1,723,484 861,742 4,328 2,164 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（165）徳 島 県 徳 島 市 16～18 5,354,540 2,677,270 4,898 2,449 同

（166）香 川 県 高 松 市 15～18 8,851,525 4,425,762 19,146 9,573 同

（167） 同 丸 亀 市 16～18 1,610,984 805,492 3,745 1,872 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（168） 同 坂 出 市 16～18 1,363,780 681,890 4,351 2,175 同

（169）福 岡 県 福 岡 市 17、18 21,700,149 10,850,074 4,064 2,032 保育単価の適用を
誤っていたもの

（170） 同 行 橋 市 18 458,777 229,388 2,326 1,163 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（171） 同 古 賀 市 18 311,241 155,620 2,729 1,364 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（172）熊 本 県 熊 本 市 18 6,389,096 3,194,548 3,948 1,974 保育単価の適用を
誤っていたもの

（173） 同 八 代 市 17、18 4,514,756 2,257,378 4,451 2,225 保育単価の適用を
誤っていたものなど

（174） 同 山 鹿 市 17、18 1,234,154 617,077 2,178 1,089 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
の

（175）大 分 県 宇 佐 市 17、18 1,945,872 972,936 1,473 736 同

（176）鹿児島県 鹿児島市 16～18 11,112,951 5,556,475 9,868 4,934 保育単価の適用を
誤っていたものなど
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道府県名 事業主体 年 度 国庫負担
対象事業
費

左に対す
る国庫負
担金

不当と認
める国庫
負担対象
事業費

不当と認
める国庫
負担金

摘 要

千円 千円 千円 千円

（177）鹿児島県 枕 崎 市 16～18 872,825 436,412 5,805 2,902 扶養義務者の所得税
額を誤認していたも
のなど

（178） 同 出 水 市 18 396,118 198,059 1,923 961 扶養義務者の所得税
額等を誤認していた
ものなど

（131）―（178）の計 153,868,524 76,934,262 240,716 120,358

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、都道府県を通じて事業主体に対する指導を一層徹底して、補

助事業の適正な執行に万全を期する必要があると認められる。

（179）―

（188）
次世代育成支援対策交付金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）児童保護費

部 局 等 厚生労働本省

交 付 の 根 拠 次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

市 9、町 1、計 10市町

交付対象事業 次世代育成支援対策事業

交付対象事業の
概要

市町村が策定した行動計画により実施する地域の子育て支援、母性及

び乳幼児の健康の確保・増進等に資する事業

上記に対する交
付金交付額の合
計

922,948,000円（平成 17年度）

不当と認める交
付金交付額

47,276,000円（平成 17年度）

1 交付金の概要

� 次世代育成支援対策交付金

次世代育成支援対策交付金（以下「交付金」という。）は、次世代育成支援対策推進法（平成

15年法律第 120号）に基づき、地域における子育ての支援、母性及び乳幼児の健康の確保等

の次世代育成支援対策の着実な推進を図ることを目的として、市町村（特別区を含む。以

下同じ。）が 5年を一期として策定する次世代育成支援対策の実施に関する計画により、毎

年度策定する事業計画に掲げる延長保育促進事業や育児支援家庭訪問事業等の事業を対象

として、これらの事業の実施に要する経費について、その一部を国が交付するものであ

る。

なお、上記の交付対象事業であっても、国が別途定める国庫補助金等の交付の対象とな

る事業やこれまでに国庫補助金等の改革で一般財源化された事業は、交付金の交付の対象

にならないこととなっている。
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� 延長保育促進事業の概要

交付対象事業のうち延長保育促進事業は、国が少子化社会対策のために策定した「子ど

も・子育て応援プラン」において重点的に推進する事業の一つであり、市町村が、就労形

態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するために、保育所の通常の開所時間である

11時間を超えて、更に延長保育を実施するなどのものである。

この事業には、次の二つの事業がある。

� 延長保育推進事業

延長保育を行う保育所が、11時間の開所時間の始期及び終期前後の保育需要に対応

するために、11時間の開所時間内に児童福祉施設最低基準（昭和 23年厚生省令第 63号）及

びその他の補助金等の配置基準の規定により最低限配置しなければならない保育士のほ

かに、別途保育士を 1名以上配置する事業

� 延長保育事業

延長保育を行う時間帯に保育士を 2名以上配置する事業

そして、市町村が自ら設置する保育所（以下「公立保育所」という。）で延長保育促進事業

を実施する場合には、上記�の延長保育推進事業が平成 17年度に一般財源化されたこと

から交付金の交付対象とならなくなり、上記�の延長保育事業に要する延長保育時間帯に
係る保育士の人件費等の経費のみが交付対象事業費となる。

� 交付金の算定方法

交付金の交付額は、市町村が事業計画に掲げる事業について、事業ごとの事業量に応ず

るなどして定められた基準点数により算出された合計点数を基に厚生労働大臣が認めた額

と、市町村が実施した各事業の総事業費の合計額から寄付金その他の収入額の合計額を控

除した額に 2分の 1を乗じた額（以下「国庫補助基本額」という。）とを比較して、少ない方

の額とすることとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、交付金の算定が適切に行われているかに着眼して、10

県の 51市町において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、17年度に交付金が交付された 6県の 10市町において、公立保育所の

延長保育促進事業の事業費を算定するに当たり、交付の対象とならない通常の開所時間内

の人件費を含めていたことなどから、事業費が過大となっていた。

このため国庫補助基本額が過大に算定されていて、適正な国庫補助基本額に基づいて交

付金の交付額を算定すると計 875,672,000円となり、交付金交付額計 922,948,000円との差

額計 47,276,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

上記の事態について、一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

静岡市は、市立 A保育園において、 7時から 18時までの通常の開所時間に加えて、

18時から 19時までの延長保育を実施して、延長保育を行った常勤保育士 2名と非常勤

保育士 1名の人件費の合計額等を基に、当該保育園の延長保育促進事業の事業費を

4,100,400円と算定していた。
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しかし、実際は、上記の 3名は 18時から 19時までの延長保育だけでなく通常の開所

時間内の保育も行っていて、上記の事業費には、これに係る人件費を含めていた。

したがって、上記 3名の人件費を、延長保育に従事した時間数と通常の開所時間の保

育に従事した時間数とで案分するなどして、適正な事業費を算出すると 1,575,364円と

なり、2,525,036円が過大となっていた。

そして、静岡市は、上記を含めて 17か所の市立保育園について、このように延長保

育促進事業の事業費の算定を誤っていたなどの事態が見受けられて、総事業費が

21,041,920円過大となっており、これに係る交付金交付額 9,367,000円が過大に交付さ

れていた。

このような事態が生じていたのは、事業主体において延長保育促進事業の事業費の算定

についての理解が十分でなかったこと、また、厚生労働省において事業主体から提出され

た事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。

これを県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

県 名 事業主体 国庫補助
基本額

厚生労働
大臣が認
めた額

交 付 金 不当と認
める交付
対象事業
費

適正な国
庫補助基
本額

適正な交
付金

不当と認
める交付
金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（179）栃 木 県 那須塩原
市

23,805 14,840 14,840 24,250 11,680 11,680 3,160

（180） 同 高根沢町 14,451 12,560 12,560 4,814 12,044 12,044 516

（181）静 岡 県 静 岡 市 142,045 140,891 140,891 21,041 131,524 131,524 9,367

（182） 同 伊 東 市 15,754 15,754 15,754 4,519 13,494 13,494 2,260

（183） 同 御殿場市 36,417 33,370 33,370 14,174 29,329 29,329 4,041

（184）和歌山県 橋 本 市 11,473 13,090 11,473 5,774 8,585 8,585 2,888

（185）岡 山 県 岡 山 市 229,674 221,920 221,920 28,222 215,562 215,562 6,358

（186） 同 総 社 市 38,328 33,390 33,390 15,927 30,364 30,364 3,026

（187）山 口 県 下 関 市 96,994 96,910 96,910 12,871 90,558 90,558 6,352

（188）熊 本 県 熊 本 市 345,787 341,840 341,840 26,509 332,532 332,532 9,308

（179）―（188）の計 954,730 924,565 922,948 158,106 875,677 875,672 47,276

（189）―

（192）
児童扶養手当給付費負担金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省

（項）母子家庭等対策費

�
�
�
平成 19年度以前は、

（項）児童扶養手当給付諸費

�
�
�

部 局 等 3県

国庫負担の根拠 児童扶養手当法（昭和 36年法律第 238号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

4市

国庫負担対象事
業

児童扶養手当給付事業
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国庫負担対象事
業の概要

父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自

立の促進に寄与するために、その児童を監護する母等に児童扶養手当

を支給するもの

支給すべきでな
かった児童扶養
手当の額

31,049,550円（平成 15年度～20年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

13,963,008円（平成 15年度～20年度）

1 事業の概要

� 制度の概要

児童扶養手当（以下「手当」という。）は、都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を

管理する町村が、児童扶養手当法（昭和 36年法律第 238号）に基づき、児童
（注 1）

の父母が婚姻を

解消したり、父が死亡したりなどしている場合に、これらの児童を監護する母又は養育す

る者（以下「受給資格者」という。）に対して支給するもので、国は、手当の支給に要する費

用の 3分の 1（平成 17年度以前は 4分の 3）の児童扶養手当給付費負担金を交付してい

る。

手当は、毎年 4月、 8月及び 12月の 3回、所定の額（児童 1人の場合は月額で 15年度

は 9月まで 42,370円、10月から 42,000円、16、17両年度 41,880円、18年度から 41,720

円）を支給することとなっているが、受給資格者の前年の所得
（注 2）

が、次表�欄の「全部支給」

の所得制限限度額（所得税法（昭和 40年法律第 33号）に規定する扶養親族等の数に応じて定

められている額）以上で「一部支給」の所得制限限度額未満の場合は、その所得に応じて手

当を減額して支給して、「一部支給」の所得制限限度額以上の場合は、手当の全部を支給し

ないこととなっている。

また、受給資格者と生計を同じくする扶養義務者
（注 3）

等の前年の所得が、次表�欄の所得制

限限度額以上の場合は、受給資格者の前年の所得が所得制限限度額未満であっても、手当

の全部を支給しないこととなっている。

なお、同一の住居に居住している者は、原則として生計を同じくする者とすることに

なっている。

扶養親族
等の数

受給資格者の所得制限限度額 � 生計を同じくする扶
養義務者等の所得制
限限度額 �全 部 支 給 一 部 支 給

0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円

1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円

2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円

（注） 扶養親族等が 3人以上の場合、 1人増えるごとに 380,000円を加算
する。

（注 1） 児童 18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある者又は 20歳未満で所定

の障害の状態にある者

（注 2） 前年の所得 地方税法（昭和 25年法律第 226号）に規定する総所得金額等の合計額から 8

万円を控除した額。なお、地方税法で規定する医療費控除等を受けている場合は、
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それらに相当する額を更に控除した額。また、申請が 6月以前の場合は、前々年の

所得とする。

（注 3） 扶養義務者 民法（明治 29年法律第 89号）第 877条第 1項に規定する直系血族及び兄弟

姉妹

� 手当の支給手続等

事業主体は、受給資格者から児童扶養手当認定請求書（以下「認定請求書」という。）が提

出された場合、受給資格者の婚姻関係や受給資格者と生計を同じくする扶養義務者等の有

無、これらの者の所得等を調査確認して、支給要件を満たすと認定したときは、手当を支

給することとなっている。

また、事業主体は、毎年 8月に、手当の受給者から児童扶養手当現況届（以下「現況届」

という。）を提出させて、受給資格や受給者等の前年の所得等について調査確認して、受給

者等の前年の所得が所得制限限度額以上である場合には、支給制限等の手続を行うことと

なっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、事業主体が扶養義務者の把握等を適切に行い手当の支給

が適正なものとなっているかに着眼して、13県の 39市において、事業実績報告書等の書

類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、

更に事業主体に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法に

より検査を行った。

� 不適正支給の事態

検査したところ、 3県の 4事業主体では、受給者である母が、所得制限限度額以上の所

得がある扶養義務者と同一の住居に居住して生計を同じくするなどしていて、手当を支給

すべきでないのに、両者は生計を同じくしていないなどとして手当を支給していた事態が

見受けられた。

したがって、支給すべきではなかった手当の額 15年度 1,076,290円、16年度 2,809,680

円、17年度 4,785,620円、18年度 9,171,280円、19年度 10,681,240円、20年度 2,525,440

円、計 31,049,550円に対する国庫負担金 15年度 807,217円、16年度 2,107,260円、

17年度 3,589,215円、18年度 3,057,092円、19年度 3,560,412円、20年度 841,812円、計

13,963,008円が過大に交付されていて、不当と認められる。

上記の事態について、一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A事業主体は、婚姻を解消して児童 Bを監護する母 Cについて、平成 16年 7月に提

出された認定請求書により手当の受給資格があると認定していた。そして、母 Cから

提出された 16年から 19年までの現況届等により、母 Cの 15年から 18年までの各年

の所得がいずれも所得制限限度額未満であり、生計を同じくする扶養義務者はいないと

していたことから、16年度 167,520円、17年度 502,560円、18年度 501,280円、19年

度 500,640円、20年度 166,880円、計 1,838,880円の手当を支給していた。

しかし、実際には、母 Cは、祖父 Dと同一住居に居住して生計を同じくしているこ

とから、祖父 Dを母 Cと生計を同じくする扶養義務者として認定すべきであった。そ
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して祖父 Dの各年の所得は、いずれも所得制限限度額以上となっていることから、上

記の手当の額計 1,838,880円は全額支給の必要がなかった。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、受給資格者と生計を同じくする

扶養義務者の調査確認が十分でなかったこと、制度について理解が十分でなかったこと、

県において適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことなどによると認め

られる。

これを県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

県 名 事業主体 年 度 児童扶養手当
支給額

左に対する国
庫負担金

支給すべきで
なかった児童
扶養手当の額

不当と認める
国庫負担金

千円 千円 千円 千円

（189） 青 森 県 青 森 市 15～20 26,173 11,152 23,881 10,232

（190） 同 五所川原
市

15～20 2,639 1,492 2,639 1,492

（191） 和歌山県 橋 本 市 15～19 2,124 1,232 2,124 1,232

（192） 香 川 県 坂 出 市 16～19 3,276 1,398 2,404 1,005

（189）―（192）の計 34,214 15,276 31,049 13,963

（193）―

（206）
生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）生活保護費

�
�
�
平成 11年度以前は、

（組織）厚生本省 （項）生活保護費

�
�
�

部 局 等 � 6都府県

	 千葉県


 福岡県

国庫負担の根拠 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

� 市 10、特別区 2、計 12市区

	 千葉県木更津市


 福岡市

国庫負担対象事
業

生活保護事業

国庫負担対象事
業の概要

生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するために、その困

窮の程度に応じて必要な保護を行うもの

上記に対する国
庫負担金交付額

� 173,496,361円（平成 10年度～19年度）
（指摘対象被保護世帯分）

	 4,249,143,064円（平成 17年度～19年度）


 181,657,115,598円（平成 14年度～18年度）

適切と認められ
ない事態の態様

� 保護費が過大に支給されているもの

	 返還金等の調定額の算出が適切でないもの


 架空の保護費を国庫負担対象事業費に含めているもの
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不当と認める国
庫負担金交付額

� 69,652,300円（平成 10年度～19年度）

� 2,900,174円（平成 17年度～19年度）

� 24,642,112円（平成 14年度～18年度）

計 97,194,586円

1 制度の概要

� 生活保護費負担金の概要

生活保護費負担金（以下「負担金」という。）は、都道府県又は市町村（特別区を含む。）が、

生活に困窮する者に対して、最低限度の生活を保障するために、その困窮の程度に応じて

必要な保護を行う場合に、その費用の一部を国が負担するものである。この保護は、生活

に困窮する者が、その利用し得る資産や能力等あらゆるものを活用することを要件として

いる。

そして、負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

すなわち、事業主体において、当該年度に調査、決定（以下「調定」という。）した返還金

等の額（以下「返還金等の調定額」という。）を費用の額から控除して、これに過年度の返還

金等の調定額に係る不納欠損額を加えて国庫負担対象事業費を算出する。そして、これに

国庫負担率を乗じて負担金の交付額を算定する。

費用の額 返還金等の調定額 不納欠損額 国庫負担対象事業費－ ＋ ＝

国庫負担対象事業費 × 国庫負担率（ 3 / 4） ＝ 負担金の交付額

この費用の額、返還金等の調定額及び不納欠損額は、それぞれ次により算定することと

なっている。

ア 費用の額は、次の�及び�に�を加えて算定する。
� 保護を受ける世帯（以下「被保護世帯」という。）を単位として、その所在地域、構成

員の数、年齢等の別に応じて算定される生活費の額から、被保護世帯における就労収

入、年金受給額等を基に収入として認定される額を控除して決定された保護費の額の

合計額

� 被保護者が医療機関で診察、治療等の診療を受けるなどの場合の費用（診療報酬等）

について、その全額又は一部を事業主体が負担するものとして決定された保護費の額

の合計額

� 事業主体の事務経費

イ 返還金等の調定額は、被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保

護を受けた場合等において、事業主体に対して返還しなければならない額であり、事業

主体において、当該年度に納入されると否とにかかわりなく調定した額とされている。

ウ 不納欠損額は、過年度の返還金の調定額のうち 5年間納入されなかった場合などに不

納欠損処理された額を計上して、上記のアからイを控除した額に加えて国庫負担対象事

業費を算出する。
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そして、上記の返還金等の調定額の算出については、本院の指摘により、平成 17年

9月に、厚生労働省において、事業主体に対して適正な算出方法の周知徹底を図るなど

の改善の処置が執られたところである（平成 16年度決算検査報告「生活保護費に係る返

還金等の調定額の算出を適切に行わせることなどにより、生活保護費国庫負担金の算定

が適正なものとなるよう改善させたもの」参照）。

� 生活保護業務の概要

生活保護業務の実施機関である都道府県知事又は市町村長（特別区の長を含む。）は、社

会福祉法（昭和 26年法律第 45号）に規定する福祉に関する事務所等（以下「福祉事務所」とい

う。）の長に対して保護の決定及び実施に関する事務を委任することができることとなって

いる。

福祉事務所には、福祉事務所長、保護担当の管理者等（以下、合わせて「管理者」とい

う。）のほか、管理者の指揮監督を受けて、現業業務の指導監督を行う所員（以下「査察指導

員」という。）、保護決定の手続や被保護世帯の指導援助等の現業を行う所員（以下「現業員」

という。）等を置くこととなっている。

そして、現業員が行う保護の実施に関する事務のうち、保護費の支給決定等に係る事務

については、おおむね次のようなものとなっている。

ア 保護費の支給決定に当たっては、被保護世帯からの申請、届出等に基づいて、最低生

活費、保護費等の算定額等を取りまとめた調書（以下「保護決定調書」という。）を作成し

て、管理者の決裁を受ける。

イ 被保護世帯の生計の状況の変動により保護費の変更が生じたときも、上記のアと同様

の事務処理を行う。

ウ 保護の廃止に当たっては、保護の要否を検討した上で、保護廃止について管理者の決

裁を受ける。

また、保護の目的を達するために必要があるときは、被保護者に代わり事業主体が住宅

扶助費のうち家賃、教育扶助費のうち学校給食費等を納付先に納付すること（以下「代理納

付等」という。）ができることとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

生活保護は、生活に困窮するすべての者に対してひとしく最低限度の生活を保障する制

度であり、公正な運営が強く求められていることから、本院は、合規性等の観点から、事

業主体が収入の認定等を適切に行い保護が適正なものとなっているか、負担金の算定は適

正に行われているか、保護費の支給決定等に係る事務が法令に沿って適正に行われている

かなどに着眼して、17都道府県及び 25都道府県の 152市区において、事業実績報告書等

の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合に

は、更に事業主体に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方

法により検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、 7都府県の 14事業主体において、負担金 97,194,586円が過大に交付され

ていて不当と認められる。

これを態様別に示すと次のとおりである。
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ア 保護費が過大に支給されているもの

12市区 69,652,300円

イ 負担金の算定において返還金等の調定額の算出が適切でないもの

1市 2,900,174円

ウ 負担金の算定において架空の保護費を国庫負担対象事業費に含めているもの

1市 24,642,112円

このような事態が生じていたのは、次のことなどによるものと認められる。

ア 被保護世帯において事実と相違した届出を行っているのに事業主体において収入の認

定等に当たっての調査確認が十分でなかったこと

イ 前記のとおり、厚生労働省は、負担金の適正な算定について周知徹底を図ったとして

いたが、事業主体において、なお理解が十分でなかったこと

ウ 福祉事務所における管理者及び査察指導員による指導・監督が十分でなかったこと

エ 都府県において適正な生活保護の実施に関する指導が十分でなかったこと

これを都府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

都府県名 事業主体 年 度 国庫負担
対象事業
費

左に対す
る負担金

不当と認
める国庫
負担対象
事業費

不当と認
める負担
金

摘 要

千円 千円 千円 千円

ア 保護費が過大に支給されているもの

（193）千 葉 県 船 橋 市 10～19 37,312 27,984 18,579 13,934 年金収入を認定して
いなかったものなど

（194）東 京 都 墨 田 区 14～19 10,110 7,582 7,895 5,921 年金収入を過小に認
定していたものなど

（195） 同 江戸川区 13～18 16,336 12,252 3,637 2,728 就労収入を過小に認
定していたもの

（196） 同 八王子市 13～19 33,165 24,874 8,001 6,001 就労収入を認定して
いなかったものなど

（197）静 岡 県 沼 津 市 16～19 8,610 6,457 3,697 2,773 同

（198）大 阪 府 大 阪 市 14～18 13,889 10,416 8,991 6,743 一時金収入を認定し
ていなかったものな
ど

（199） 同 堺 市 10～18 21,406 16,054 7,385 5,539 年金収入を認定して
いなかったもの

（200） 同 吹 田 市 13～19 14,111 10,583 4,190 3,142 就労収入を過小に認
定していたものなど

（201） 同 門 真 市 16～19 21,929 16,446 7,353 5,515 同

（202）岡 山 県 玉 野 市 12～19 44,692 33,519 15,418 11,563 同

（203） 同 笠 岡 市 15～18 4,286 3,215 4,190 3,142 一時金収入を認定し
ていなかったもの

（204）香 川 県 高 松 市 15～19 5,479 4,109 3,529 2,647 年金収入を認定して
いなかったもの

アの計 231,328 173,496 92,869 69,652

6都府県の 12事業主体において、被保護者が就労して収入を得ていたり、年金を受

給していたり、一時金収入を得たりなどしているのに、計 22被保護世帯から事実と相

違した届出がなされて、事業主体はこれにより収入を実際の額より過小に認定するなど

して保護費の額を決定していた。このため、保護費の支給に係る負担金 69,652,300円が

過大に交付されていた。

上記の事態について、一例を示すと次のとおりである。
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＜事例＞

A事業主体は、平成 16年に世帯 Bを対象として保護を開始して、引き続き保護を

実施していた。そして、同年 6月から 19年 3月までの各月の保護費の支給に当た

り、同世帯からの収入はないとの届出に基づき収入を 0円と認定して保護費の額を決

定して、計 4,499,260円を支給していた。しかし、実際には、同世帯の世帯主は、こ

の間に就労して収入として認定されるべき計 2,227,640円を得ており、このため同額

の保護費が過大に支給されていた。

イ 負担金の算定において返還金等の調定額の算出が適切でないもの

（205）千 葉 県 木更津市 17～19 5,665,524 4,249,143 3,866 2,900 返還金等の調定額を
適切に算出していな
かったもの

木更津市は、被保護者に保護費の返還等の事由が発生したときには、当該年度に納入

されると否とにかかわりなく当該返還金等について調定することとなっているのに、当

該年度に納入が可能な額についてのみ調定して、これを納入させていた。

そして、同市は、負担金の算定に当たり、返還金等のうち当該年度に納入が可能とし

て調定した額のみを費用の額から控除していた。

この結果、平成 19年度末において、債権管理中の返還金等計 14,121,673円のうち、

本来調定すべきであったのに調定されなかった返還金等 3,866,899円が費用の額から控

除されずに、負担金が算定されていた。

したがって、国庫負担対象事業費 3,866,899円が過大に算定されており、これに係る

負担金 2,900,174円は交付の必要がなかったと認められる。

ウ 負担金の算定において架空の保護費を国庫負担対象事業費に含めているもの

（206）福 岡 県 福 岡 市 14～18 242,209,487 181,657,115 32,856 24,642 架空の保護費を国庫
負担対対象事業費に
含めていたもの

福岡市城南福祉事務所の現業員 Cは、平成 14年 7月から 19年 2月までの間に保護

費を支給した 8世帯分について、就労収入の増加等により保護の廃止等を行うべきであ

ることを把握していたにもかかわらず、この事務処理を行わず、虚偽の保護決定調書を

作成するなどして架空の保護費の支給手続を行い、これに基づき支給された保護費計

31,192,971円を領得していた。

また、上記のとおり保護の廃止等の手続が行われていなかったために、同福祉事務所

においては、 8世帯分のうち 3世帯分について、代理納付等していた住宅扶助費及び教

育扶助費計 1,663,180円が過大に支給されていた。

したがって、現業員 Cにより領得されていた保護費 31,192,971円及び代理納付等し

た住宅扶助費等 1,663,180円、計 32,856,151円が国庫負担対象事業費に含まれていたた

めに、これに係る負担金 24,642,112円が過大に交付されていた。

ア、イ、ウの合計 248,106,340 186,079,755 129,592 97,194

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、生活保護の適正実施について事業主体への指導を徹底すると

ともに都道府県等の監査等を通じて事務処理の適正化を図る必要があると認められる。
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不当と認
める負担
金

摘 要

千円 千円 千円 千円
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（207）生活保護費負担金の経理において、医療扶助に係る通院移送費の支給が適正に行われ

ていなかったため、国庫負担金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）生活保護費

部 局 等 北海道

国庫負担の根拠 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

北海道滝川市

国庫負担対象事
業

生活保護事業

国庫負担対象事
業の概要

生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するために、その困

窮の程度に応じて必要な保護を行うもの

指摘対象被保護
世帯に対する国
庫負担金交付額

191,578,098円（平成 17年度～19年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

179,145,000円（平成 17年度～19年度）

1 制度の概要

� 生活保護費負担金の概要

生活保護費負担金（以下「負担金」という。）は、都道府県又は市町村（特別区を含む。）が、

生活に困窮する者に対して、最低限度の生活を保障するために、その困窮の程度に応じて

必要な保護を行う場合に、その費用の一部（ 4分の 3）を国が負担するものである（負担金

の概要については、前掲 296ページの「生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの」

参照）。

生活保護の実施機関である都道府県知事又は市町村長（特別区の長を含む。）は、社会福

祉法（昭和 26年法律第 45号）に規定する福祉に関する事務所等（以下「福祉事務所」という。）

の長に対して保護の決定及び実施に関する事務を委任することができることとなってい

る。

そして、福祉事務所には、福祉事務所長のほか、福祉事務所長等の指揮監督を受けて、

現業事務の指導監督を行う所員（以下「査察指導員」という。）、保護決定の手続や被保護世

帯の指導援助等の現業を行う所員（以下「現業員」という。）等を置くこととなっている。

保護費は、生活保護法による保護の基準（昭和 38年厚生省告示第 158号。以下「保護基準」

という。）等に基づき、保護を受ける世帯（以下「被保護世帯」という。）を単位として、その

所在地域、構成員の数、年齢等の別に応じて算定される生活費の額から、被保護世帯にお

ける就労収入、年金受給額等を基に収入として認定される額を控除するなどして決定する

こととなっている。

� 医療扶助の実施及び決定

生活保護は、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等 8種類に分類されて、このうち医療扶助

は、医療の給付を原則として現物給付によって行うものであり、その範囲は診療、薬剤、
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治療通院に伴う移送（以下「移送」という。）等となっている。そして、医療扶助の実施に際

しては、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）に基づくほか、「生活保護法による医療扶助運

営要領について」（昭和 36年社発第 727号厚生省社会局長通知。以下「運営要領」という。）等に

よりその事務を処理することとされている。

運営要領によれば、現に保護を受けていると否とにかかわらず保護を必要とする状態に

ある者（以下「要保護者」という。）から医療扶助の申請を受理した場合は、福祉事務所長は

医療の必要性を検討した上で医療扶助を決定することとなっており、その決定に当たって

は、専門的・技術的判断が要請されることから、あらかじめ選定した医療機関（以下「指定

医療機関」という。）に対して、医療、給付等の要否に係る意見書（以下「要否意見書」とい

う。）への意見の記載を求めて、これに基づき行うこととなっている。そして、意見の記載

を求める際は、要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する指定医療機関を選定するこ

となどを標準とすること、記載内容が不明の場合には記載者に照会するとともに、医療扶

助の決定に当たり問題があると思われるときは、要保護者に健康状態等を確認するための

検診を受けるよう命ずること（以下、この命令を「検診命令」という。）などとされている。

� 通院移送費の給付

移送に係る保護費は、保護基準において「移送に必要な最小限度の額」となっている。ま

た、移送の申請があった場合には、運営要領により、移送の必要が明らかな場合を除い

て、要否意見書に記載された指定医療機関の意見を検討した上で移送の給付の可否につい

て決定することとされている。さらに、この決定に際しては、運営要領により、原則とし

て最低限度の移送を現物給付するものとされており、その給付の範囲は通院等による受診

等に伴う移送のための交通費（以下「通院移送費」という。）の最小限度の実費とすることと

されている。

� 福祉事務所における医療扶助運営体制

福祉事務所における医療扶助の実施に当たっては、運営要領により、査察指導員、現業

員、嘱託医等は組織的な連携に努めるなど医療扶助の適正な実施の推進を図ること、嘱託

医は査察指導員、現業員等からの要請に基づき、医療扶助の決定、実施に伴う専門的な判

断、必要な助言指導等を行うこととされている。

そして、福祉事務所は、医療の要否判定等医療扶助の実施に当たって疑義がある場合

は、都道府県に対して技術的助言を求めることとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、従来、負担金の経理については、合規性等の観点から、被保護世帯に対する収

入認定が適正かなどに着眼して検査を行ってきたところ、今般、北海道滝川市において高

額な保護費を受給していた被保護世帯 Aに係る通院移送費についての不正請求等の事態

が報道された。

そこで、本院は、医療扶助のうち診療等の現物給付及び通院移送費の支給について、合

規性等の観点から、その支給は適正に行われているかに着眼して、北海道並びに滝川市及

び札幌市において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
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� 検査の結果

検査したところ、滝川市において、次のような事態が見受けられた。

ア 被保護世帯 Aの保護の経緯

滝川市における被保護世帯 Aの保護の経緯は次のとおりとなっていた。

� 被保護世帯 Aは、平成 18年 3月に、世帯主がこれまで通院していた札幌市内の B

病院等から転院を希望したことなどから、札幌市から滝川市に転入した。そして、世

帯主は、滝川市内の C病院に通院することになったものの、一部の治療について

は、引き続き B病院への通院を続けていた。その後、本人の希望により C病院に代

えて札幌市内の別の D病院への通院を開始した。この間の通院に際して、世帯主は

酸素供給装置が搭載可能な高規格のストレッチャー対応型タクシー（以下「ストレッ

チャー付タクシー」という。）での通院を希望して、滝川市から通院移送費を受給して

いた。

� 世帯主の配偶者は、上記の滝川市への転入以来、同市内の C病院への通院を続け

てきたが、その症状に改善が見られないとして、札幌市内の医療機関での受診を希望

して、18年 10月から世帯主と同様に同市内の B病院等への通院を開始した。また、

この間の通院については、世帯主と同じくストレッチャー付タクシーでの通院を希望

して、滝川市から通院移送費を受給していた。

� 19年 11月の被保護世帯 Aの世帯主及び配偶者の逮捕等に伴い、滝川市は同年 12

月に保護を廃止している。

イ 滝川市における保護費の支給

上記アのような経緯から、滝川市は、18年 3月から 19年 12月までの間、被保護世

帯 Aに対して、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の保護費計 255,437,476円（負担金交

付額 191,578,098円）を支給していた。このうちストレッチャー付タクシーによる通院移

送費の支給額は、238,860,000円（負担金相当額 179,145,000円）となっていた。

この被保護世帯 Aの世帯主及び配偶者に対する通院移送費の支給の妥当性について

みると、それぞれ次のとおりとなっていた。

� 被保護世帯 Aの世帯主に対する通院移送費の支給

滝川市福祉事務所は、世帯主のストレッチャー付タクシーでの通院に係る通院移送

費の支給を決定した理由として、次のようなことを挙げている。

� 札幌市内の B病院の医師から、同院への通院が必要であるなどの意見があった

こと

� 滝川市内の C病院の主治医が、札幌市内の D病院への転院を認めたこと

� 17年 5月から 18年 3月まで被保護世帯 Aに対して保護を実施していた札幌市 E

福祉事務所がストレッチャー付タクシーでの移送を認めていたこと

� 上記�から�までの決定に際しては、滝川市福祉事務所が北海道保健福祉部に対
して照会したところ、支給を肯定する旨の回答を得たこと

しかし、上記の同市福祉事務所の世帯主に対する通院移送費の支給に関する判断

は、次のような点等からみて適切とは認められない。

� 滝川市内の C病院の主治医の要否意見書等によれば、世帯主の病気について

は、同院で治療が可能であるとしており、同市の嘱託医もその判断を支持していた
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こと、また、移送については、C病院の主治医の要否意見書において、被保護世帯

Aの自宅から同院までは近距離にあるため、ストレッチャー付タクシーによる移送

の必要はないとしていたこと

� 滝川市内の C病院から札幌市内の D病院への転院は世帯主本人の希望により行

われたものであり、医療機関による医学的判断によるものではないこと

� 札幌市 E福祉事務所管内での保護期間中におけるストレッチャー付タクシーで

の移送については、居住地と病院との距離が滝川市の場合と比較して大きく異なる

など、滝川市が通院移送費を支給する際の根拠とはならないこと

� 被保護世帯 Aに対する生活実態、診療内容、通院状況等の把握が十分行われて

おらず、また、世帯主に対する診療、移送の内容等に関して、近隣の医療機関への

転院を検討するための嘱託医協議、検診命令等の措置も執られていないこと

なお、滝川市福祉事務所の北海道保健福祉部に対する照会及びその回答について

は、当事者間においてその内容の認識に食い違いがあるなど、実際の照会内容等を確

認することはできない状況となっている。

� 世帯主の配偶者に対する通院移送費の支給

滝川市福祉事務所は世帯主の配偶者に対する医療扶助の決定に際しても、世帯主と

同様に、配偶者の札幌市内の医療機関への通院の希望等により札幌市内の医療機関へ

のストレッチャー付タクシーでの通院を認めていた。

しかし、滝川市福祉事務所の配偶者に対する通院移送費等の支給に関する判断も、

世帯主の場合と同様に、同市内の医療機関で治療可能であるにもかかわらず、札幌市

内の医療機関への移送を認めたものであり、その支給は適切とは認められない。

上記イのとおり、同市福祉事務所の世帯主及び配偶者に対する通院移送費の支給に

関する判断は、同市内の C病院で治療可能であるにもかかわらず、札幌市内の医療

機関への移送を認めたものであり、それに基づいた通院移送費の支給は保護基準に定

めた「移送に必要な最小限度の額」に違反した取扱いとなっている。

したがって、滝川市福祉事務所の被保護世帯 Aに対する通院移送費の支給

238,860,000円に係る負担金計 179,145,000円が過大に交付されていて、不当と認められ

る。

このような事態が生じていたのは、主として次のことによると認められる。

ア 滝川市福祉事務所が、被保護世帯の医療扶助の決定に際して、同市内の主治医の要否

意見書等において、被保護者の病気は同病院で治療可能であるなどとしていたにもかか

わらず、適切な判断を行わなかったこと

イ 同市福祉事務所が、被保護世帯に係る要否意見書等による治療の必要性等について十

分確認を行わず、検診命令等の措置を適切に行っていなかったこと

ウ 北海道において、管内の各福祉事務所に対して行う適正な生活保護の実施、特に通院

移送費の取扱いに関する指導が十分でなかったこと

本院は、今後、さらに、全国の福祉事務所において、通院移送費等の医療扶助について

引き続き検査するとともに、その他の種類の扶助についても適正な支給となっているかに

ついて検査を行っていくこととする。
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（208）―

（210）
障害者自立支援給付費負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）障害者自立支援給付諸費

部 局 等 2県

国庫負担の根拠 障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

3市

障害者自立支援
給付費負担金の
概要

障害福祉サービス等を受けた障害者等に対して、市町村が介護給付費

等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を負担するもの

上記に対する国
庫負担金交付額

469,158,054円（平成 18年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

13,737,253円（平成 18年度）

1 負担金の概要

障害者自立支援給付費負担金（以下「負担金」という。）は、障害者自立支援法（平成 17年法律

第 123号）に基づき、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業者等から居宅介護、短

期入所、就労移行支援等の障害福祉サービス（以下「指定障害福祉サービス」という。）等を受

けた障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）に対して、市町村（特別区を含む。以下同

じ。）が介護給付費、訓練等給付費等（以下「自立支援給付費」という。）を支給した場合に、そ

の支給に要する費用の一部を国が負担するものである。自立支援給付費は、当該指定障害福

祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額

の 100分の 90に相当する額となっており、残りの額は原則として障害者等が負担する（以

下、この額を「利用者負担額」という。）こととなっており、利用者負担額は負担金の交付対象

とはならない。

障害者自立支援法による制度は、それまでの身体障害、知的障害等の障害の種類ごとに異

なる法律に基づいて行われていた支援費制度に代えて、一元的に福祉サービス等を提供する

制度として、平成 18年 4月に創設されたものである。

そして、負担金の交付額については、交付要綱等に基づき、次のように算定することと

なっている。

� 所定の方式によって算定した額の 100分の 90に相当する額等と、当該自立支援給付費

の支給に要した費用（以下「対象経費の実支出額」という。）から寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

� �により選定された額を国庫負担対象事業費として補助率 100分の 50を乗じて得た額

を交付額とする。

そして、それまでの支援費制度のうち、身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）等に基

づく指定施設支援等に係る給付（以下「旧法施設支援費」という。）は、18年 9月までは身体障

害者福祉法等の規定により身体障害者保護費国庫負担金等の交付対象であったが、同年 10

月以降は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスに要する費用として負担金の交

付対象となっている。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 305 ―



2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、国庫負担対象事業費の算定が適正に行われているかに着

眼して、24都道府県の 67市区町において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査

を行った。

� 検査の結果

検査の結果、 2県の 3事業主体において自立支援給付費に係る国庫負担対象事業費

27,474,507円が過大に算定されるなどしており、これに係る国庫負担金 13,737,253円が過

大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、対象経費の実支出額の算定に当

たり、交付要綱に基づく国庫負担対象事業費の範囲及び計数について調査確認が十分でな

かったこと、県において、適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことな

どによると認められる。

これを事業主体別に示すと次のとおりである。

県 名 事業主体 年 度 国庫負担対
象事業費

左に対する
国庫負担金

不当と認め
る国庫負担
対象事業費

不当と認め
る国庫負担
金

摘 要

千円 千円 千円 千円

（208）静 岡 県 富 士 市 18 518,243 259,121 14,868 7,434 過大交付

富士市は、対象経費の実支出額に、負担金の交付対象とならない平成 18年 4月から 9

月までの旧法施設支援費を含めるなどしていた。このため、国庫負担対象事業費が

14,868,040円過大に算定されていた。

なお、同市は、上記の旧法施設支援費について、身体障害者保護費国庫負担金等の対象

経費として別途計上していた。

したがって、適正な国庫負担対象事業費に基づいて国庫負担金を算定すると

251,687,480円となり、交付額との差額 7,434,020円が過大となっていた。

（209） 同 伊豆の国
市

18 114,127 57,063 2,314 1,157 精算過大

伊豆の国市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、介護給付費のうち短期入所費につ

いて集計を誤っていた。このため、国庫負担対象事業費が 2,314,599円過大に精算されて

いた。

したがって、適正な国庫負担対象事業費に基づいて国庫負担金を算定すると 55,906,518

円となり、交付額との差額 1,157,299円が過大となっていた。

（210）大 分 県 日 田 市 18 301,480 150,740 10,291 5,145 過大交付

日田市は、対象経費の実支出額に、負担金の交付対象とならない利用者負担額を含める

などしていた。このため、国庫負担対象事業費が 10,291,868円過大に算定されていた。

したがって、適正な国庫負担対象事業費に基づいて国庫負担金を算定すると

145,594,393円となり、交付額との差額 5,145,934円が過大となっていた。

（208）―（210）の計 933,851 466,925 27,474 13,737
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（211）障害者医療費国庫負担金の算定において、負担金の対象とならない事業費を国庫負担

対象事業費に含めていたため、国庫負担金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）障害者自立支援給付諸費

部 局 等 大阪府

国庫負担の根拠 障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

堺市

障害者医療費国
庫負担金の概要

自立支援医療を受けた障害者等に対して、都道府県又は市町村が自立

支援医療費を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を負担す

るもの

上記に対する国
庫負担金交付額

591,420,839円（平成 18年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

5,241,587円（平成 18年度）

1 負担金の概要

障害者医療費国庫負担金（以下「負担金」という。）は、医療機関から自立支援医療を受けた

障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）に対して、都道府県又は市町村（特別区を含む。

以下同じ。）が自立支援医療費を支給した場合等に、その支給に要する費用の一部を国が負担

するものである。

自立支援医療は、平成 18年 4月の障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）等の施行によ

り、改正前の児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）における育成医療
（注 1）

、身体障害者福祉法（昭和

24年法律第 283号）における更生医療
（注 2）

、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年

法律第 123号）における精神通院医療
（注 3）

が統合・再編されたもので、障害者等は医療の種類ごと

に都道府県又は市町村による支給認定を受けて、同年同月以降に自立支援医療を受けた場合

に、自立支援医療費が支給される。

なお、同年 3月までに医療機関により障害者等に対して行われた更生医療等に要した経費

については、身体障害者福祉法等の規定により身体障害者保護費国庫負担金等の交付対象と

なっている。

（注 1） 育成医療 児童福祉法第 4条に規定する障害児（身体に障害のある者に限る。）の健全

な育成を図るため、当該障害児に対して行われる生活の能力を得るために必要な医

療

（注 2） 更生医療 身体障害者福祉法第 4条に規定する身体障害者の自立と社会経済活動への

参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われるその更生のために必要な

医療

（注 3） 精神通院医療 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第 5条に規定する精神障害者に対して、当該精神障害者が病院又は

診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療

そして、負担金の交付額については、所定の方式によって算定した基準額（以下「基準額」

という。）と、自立支援医療費の支給に要する費用（以下「対象経費の実支出額」という。）から
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寄付金その他の収入額を控除した額（以下「差引額」という。）とを比較して少ない方の額を選

定して、これに補助率 100分の 50を乗じて得た額とすることとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、負担金の交付額の算定が適切に行われているかに着眼し

て、24都道府県の 67市区町において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を

行った。

� 検査の結果

検査したところ、堺市において、次のような事態が見受けられた。

すなわち、同市は、18年度の負担金の交付額の算定に当たり、対象経費の実支出額、

差引額、基準額がいずれも同額であるとして、負担金を 591,420,839円と算定してその交

付を受けていた。

しかし、同市は、自立支援医療のうち、更生医療の対象経費の実支出額 62,211,403円の

算定に当たり、負担金の対象経費とはならない 18年 3月に障害者等に対して行われた更

生医療に要した経費 10,483,175円を計上しており、そのため負担金の交付額が過大に算定

されていた。

なお、同市は、上記 18年 3月分の更生医療の経費について、身体障害者保護費国庫負

担金の対象経費として別途計上していた。

したがって、負担金の対象経費とならない 18年 3月に障害者等に対して行われた更生

医療に要した経費 10,483,175円を対象経費の実支出額から控除して適正な負担金交付額を

算定すると 586,179,252円となり、交付額 591,420,839円との差額 5,241,587円が過大に交

付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において対象経費の実支出額の算定について計

数等の確認が十分でなかったこと、厚生労働省において適正な事務処理の執行についての

指導が十分でなかったことなどによると認められる。

（212）介護保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）老人医療・介護保険給付諸費

部 局 等 厚生労働本省（交付決定庁）

千葉県（支出庁）

交 付 の 根 拠 介護保険法（平成 9年法律第 123号）

交 付 先 千葉県佐倉市（保険者）

普通調整交付金
の概要

65歳以上の者に占める 75歳以上の者の割合等の市町村間における格

差による介護保険財政の不均衡を是正するために、市町村に交付する

もの

上記に対する交
付金交付額

116,123,000円（平成 17年度）

不当と認める交
付金交付額

1,683,000円（平成 17年度）
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1 交付金の概要

� 介護保険の財政調整交付金

介護保険は、介護保険法（平成 9年法律第 123号）に基づき、市町村（特別区、一部事務組

合及び広域連合を含む。以下同じ。）が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する

65歳以上の者（以下「第 1号被保険者」という。）等を被保険者として、加齢による疾病等の

要介護状態等に関して、保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行う保険である。

介護保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、財政調整交付金

が交付されている。財政調整交付金は、市町村が行う介護保険財政が安定的に運営され、

もって介護保険制度の円滑な施行に資することを目的として、各市町村における介護給付

等に要する費用の総額の 5％に相当する額を国が負担して、それを各市町村に交付するも

ので、普通調整交付金と特別調整交付金とがある。

� 普通調整交付金の概要

普通調整交付金（以下「交付金」という。）は、市町村における第 1号被保険者の総数に占

める 75歳以上の者の割合（以下「後期高齢者加入割合」という。）及び所得段階の区分（第 1

段階から第 5段階まで）ごとの第 1号被保険者の分布状況（以下「所得段階別加入割合」とい

う。）が、市町村間で格差があることによって生ずる介護保険財政の不均衡を是正するため

に交付するものである。

� 交付金の算定方法

交付金の交付額は、次により算定することとなっている。

（注 1）
調整基準標準給付費額 × 市町村ごとの普通調整交付金

交付割合 × （注 2）
調整率 ＝ 交付額

（注 1） 調整基準標準給付費額 当該市町村における前年度の 1月から当該年度の 12月まで

における介護給付に要した費用及び予防給付に要した費用等の合計額

（注 2） 調整率 当該年度に交付する普通調整交付金の総額と市町村ごとに算定した普通調整

交付金の総額とのか
�

い
�

離を調整する割合

上記のうち、普通調整交付金交付割合は、後期高齢者加入割合補正係数と所得段階別加

入割合補正係数を用いるなどして算出した割合であり、このうち、後期高齢者加入割合補

正係数は、当該市町村における後期高齢者加入割合を国から示されるすべての市町村にお

ける後期高齢者加入割合と比較した係数である。また、所得段階別加入割合補正係数は、

当該市町村において、毎年 4月 1日（保険料の賦課期日）における標準的な所得段階の区分

ごとの第 1号被保険者数を基に算出される所得段階別加入割合を、国から示されるすべて

の市町村における所得段階別加入割合と比較した係数である。

� 交付手続

交付金の交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書及び事業実績報告書を提

出して、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現

地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提出して、厚生労働省はこれに基

づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、交付金の交付額の算定が適切に行われているかに着眼し

て、24都府県の 174市区町、 4一部事務組合及び 1広域連合において、事業実績報告書

等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合

には、更に市に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法に

より検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、千葉県佐倉市は、所得段階別加入割合補正係数の算出において、 4月

1日（保険料の賦課期日）における標準的な所得段階の区分ごとの第 1号被保険者数を基に

算出すべきところ、誤って、 6月 1日（同市における被保険者の年間保険料の決定時）にお

ける標準的な所得段階の区分ごとの第 1号被保険者数を基に算出していて、普通調整交付

金交付割合が過大に算出されていた。

したがって、適正な普通調整交付金交付割合に基づくなどして交付金の交付額を算定す

ると平成 17年度の交付金交付額 116,123,000円は、114,440,000円となり、1,683,000円が

過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において制度を十分に理解していなかったこ

と、千葉県において事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認め

られる。

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、市町村に対して適正な交付申請等のための指導の徹底を図る

とともに、都道府県に対して審査確認の徹底を図るよう指示するなどの必要があると認め

られる。

（213）―

（243）
国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）国民健康保険助成費

部 局 等 厚生労働本省（交付決定庁）

16都道府県（支出庁）

交 付 の 根 拠 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）

交 付 先
（保 険 者）

市 24、特別区 3、町 4、計 31市区町

療養給付費負担
金の概要

市町村の国民健康保険事業運営の安定化を図るために交付するもの

上記に対する国
庫負担金交付額
の合計

104,891,312,269円（平成 16年度～18年度）

不当と認める国
庫負担金交付額

1,926,931,278円（平成 16年度～18年度）
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1 負担金の概要

� 国民健康保険の療養給付費負担金

国民健康保険は、市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）等が

保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内

に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して、療養の

給付、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等を行う保険である。

国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行

う国民健康保険事業運営の安定化を図るため、療養給付費負担金（以下「国庫負担金」とい

う。）が交付されている。

� 国庫負担金の交付対象

市町村の国民健康保険の被保険者は、一般被保険者と退職被保険者
（注 1）

及びその被扶養者

（以下「退職被保険者等」という。）とに区分されている。そして、国民健康保険の被保険者

の資格を取得している者が退職被保険者となるのは、当該被保険者が厚生年金等の受給権

を取得した日（ただし、国民健康保険の資格取得年月日以前に年金受給権を取得している

場合は国民健康保険の資格取得年月日。以下「退職者該当年月日」という。）とされている。

退職被保険者等となったときは、年金証書等が到達した日の翌日から起算して 14日以内

に市町村に届出をすることなどとなっている。

そして、一般被保険者に係る医療費については、老人保健法（昭和 57年法律第 80号。平

成 20年 4月以降は「高齢者の医療の確保に関する法律」。以下同じ。）による医療を受ける

ことができる者に係る医療費（被用者保険の保険者等が拠出する老人保健医療費拠出金等

で負担）を除き、国庫負担金の交付の対象となっている。

一方、退職被保険者等に係る医療費については、被用者保険の保険者が拠出する療養給

付費等交付金等で負担することとなっていて、国庫負担金の交付の対象とはなっていな

い。

（注 1） 退職被保険者 被用者保険の被保険者であった者で、退職して国民健康保険の被保険

者となり、かつ、厚生年金等の受給権を取得した場合に老人保健法による医療を受

けるまでの間において適用される資格を有する者である。

� 国庫負担金の算定方法

毎年度の国庫負担金の交付額は、「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者

拠出金等の算定等に関する政令」（昭和 34年政令第 41号。平成 20年 4月以降は「国民健康保

険の国庫負担金等の算定に関する政令」）等により、次により算定することとなっている。

一般被保険者に

係る医療給付費
－
保険基盤安定繰入金

の 1/2
＝
国 庫 負 担

対象費用額

国 庫 負 担

対象費用額
×
国の負担

割合
＝ 交付額

（注 2）

（注 3）

（注 2） 保険基盤安定繰入金 市町村が、一般被保険者の属する世帯のうち、低所得者層の負

担の軽減を図るため減額した保険料又は保険税の総額について、当該市町村の一般

会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れた額

（注 3） 国の負担割合 平成 16年度までは 40/100、17年度は 36/100、18年度以降は 34/100
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このうち一般被保険者に係る医療給付費は、療養の給付に要する費用の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額及び入院時食事療養費、療養費、高額療養費

等の支給に要する費用の額の合算額とされている。

ただし、届出が遅れるなどしたために退職被保険者等の資格がさかのぼって確認された

場合には、一般被保険者に係る医療給付費から、退職者該当年月日以降に一般被保険者に

係るものとして支払った医療給付費を控除することとなっている。

� 交付手続

国庫負担金の交付手続については、�交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申

請書を提出して、�これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また必要に

応じて現地調査を行うことにより審査の上、厚生労働省に提出して、�厚生労働省はこれ

に基づき交付決定を行い国庫負担金を交付することとなっている。

そして、�当該年度の終了後に、市町村は都道府県に実績報告書を提出して、�これを

受理した都道府県は、その内容を審査の上、厚生労働省に提出して、�厚生労働省はこれ

に基づき交付額の確定を行うこととなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、36都道府県の 275市区町村において、16年度から 18年度までに交付された国

庫負担金について、合規性等の観点から、交付額が法令等に基づき適切に算定されている

かに着眼して、実績報告書及びその基礎資料等の書類により会計実地検査を行った。そし

て、適切でないと思われる事態があった場合には、更に都道府県を通じて市町村に事態の

詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、16都道府県の 31市区町において、国庫負担金交付額計 104,891,312,269円

のうち計 1,926,931,278円が過大に交付されていて、不当と認められる。

これを態様別に示すと次のとおりである。

ア そ及して退職被保険者等となった者に係るそ及期間の医療給付費を控除していないな

どしているもの

27市区町 1,238,211,396円

イ 一般被保険者に係る医療給付費の算定において、基礎資料からの転記を誤り過大に算

定しているもの

4市区 688,719,882円

このような事態が生じていたのは、上記の 31市区町において制度の理解が十分でな

かったり事務処理が適切でなかったりしたため、適正な実績報告等を行っていなかったこ

と、また、これに対する前記の 16都道府県の審査が十分でなかったことによると認めら

れる。

前記ア及びイの態様を都道府県別・交付先（保険者）別に示すと次のとおりである。
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都道府県
名

交 付 先
（保険者）

年 度 国庫負担対象
費用額

左に対する国
庫負担金

不当と認める
国庫負担対象
費用額

不当と認める
国庫負担金

千円 千円 千円 千円

ア そ及して退職被保険者等となった者に係るそ及期間の医療給付費を控除していないな

どしているもの

（213） 北 海 道 旭 川 市 17 13,872,084 4,995,868 271,438 107,626

（214） 青 森 県 東津軽郡
外ヶ浜町

17 573,864 206,564 11,258 4,440

（215） 栃 木 県 宇都宮市 17 14,808,976 5,309,771 28,142 11,070

（216） 同 那須塩原
市

17 4,700,818 1,693,152 43,762 17,166

（217） 同 さくら市 17 1,611,042 580,412 20,254 8,101

（218） 埼 玉 県 所 沢 市 17 10,179,907 3,662,847 5,263 2,105

（219） 千 葉 県 市 川 市 17 14,001,699 5,016,794 48,490 8,932

（220） 同 船 橋 市 17 16,622,175 5,962,112 26,000 10,058

（221） 同 松 戸 市 17 15,391,628 5,539,018 62,938 24,548

（222） 東 京 都 江戸川区 16 26,474,810 10,591,823 23,818 9,225

（223） 神奈川県 横須賀市 17 12,729,253 4,561,356 337,338 130,524

（224） 同 秦 野 市 17 4,850,521 1,746,105 30,783 12,003

（225） 同 海老名市 17 3,435,693 1,235,027 10,918 4,367

（226） 同 座 間 市 17 3,678,027 1,316,540 6,473 2,589

（227） 同 中 郡
大 磯 町

17 1,066,761 384,218 15,408 5,763

（228） 岐 阜 県 岐 阜 市 17 17,365,995 6,244,371 43,981 16,971

（229） 愛 知 県 豊 橋 市 17 11,550,966 4,156,713 8,392 3,309

（230） 同 東 海 市 17 2,935,882 1,056,850 4,517 1,587

（231） 同 愛 知 郡
東 郷 町

17 949,004 341,697
（注 4）

― 1,798

（232） 大 阪 府 貝 塚 市 17 3,290,796 1,184,264 6,339 3,627

（233） 同 茨 木 市 17 8,345,063 2,989,447 71,666 19,640

（234） 兵 庫 県 養 父 市 17 949,884 341,769 14,214 4,516

（235） 和歌山県
（注 5）
有 田 郡
有田川町

17 547,215 197,281 4,889 1,953

（236） 広 島 県 広 島 市 17 37,141,230 13,347,062 1,998,546 799,418

（237） 佐 賀 県 鹿 島 市 17 1,597,199 574,088 14,069 5,468

（238） 熊 本 県 人 吉 市 17 1,683,727 603,965 40,371 15,727

（239） 大 分 県 日 田 市 17 3,588,419 1,291,752 14,161 5,668

アの計 233,942,649 85,130,877 3,163,440 1,238,211

（注 4） 東郷町は、国の負担割合の適用を誤ったため、国庫負担金を過大に算定していたが、国

庫負担対象費用額には誤りはなかったことから、本表の「不当と認める国庫負担対象費用

額」欄には計数を掲げていない。

（注 5） 平成 17年 12月 31日以前は有田郡金屋町

上記の 27市区町では、国庫負担金の実績報告等に当たり、一般被保険者に係る医療

給付費の算定において、そ及して退職被保険者等の資格を取得した者について、退職者
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該当年月日以降に一般被保険者に係るものとして支払った医療給付費の一部又は全部を

控除していなかったなどのため、国庫負担対象費用額が過大に算定されるなどしてい

た。

したがって、適正な国庫負担対象費用額等に基づいて国庫負担金の交付額を算定する

と計 83,892,666,487円となり、計 1,238,211,396円が過大に交付されていた。

上記の事態について、一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

広島市は、平成 17年度の国庫負担金の実績報告等に当たり、一般被保険者に係る

医療給付費の算定において、電算システムの出力帳票の表示に漏れがあったことなど

により、そ及して退職被保険者等の資格を取得した者について退職者該当年月日以降

に一般被保険者に係るものとして支払った 16年度以前分の医療給付費の一部

1,998,546,947円を控除していなかったため、国庫負担対象費用額を過大に算定してい

た。

したがって、適正な国庫負担対象費用額に基づいて国庫負担金の交付額を算定する

と 12,547,643,843円となり、799,418,777円が過大に交付されていた。

イ 一般被保険者に係る医療給付費の算定において、基礎資料からの転記を誤り過大に算

定しているもの

（240） 東 京 都 品 川 区 18 16,647,150 5,656,578 1,928,420 655,663

（241） 同 世田谷区 18 29,040,143 9,863,830 53,327 18,131

（242） 同 調 布 市 17 7,168,217 2,576,426 28,048 10,097

（243） 大 阪 府 大 東 市 17 4,618,579 1,663,599 13,410 4,827

イの計 57,474,091 19,760,434 2,023,207 688,719

上記の 4市区では、国庫負担金の実績報告等に当たり、一般被保険者に係る医療給付

費の算定において、基礎資料から誤った額を転記したため、医療給付費の額を過大に計

算しており、その結果、国庫負担対象費用額が過大に算定されていた。

したがって、適正な国庫負担対象費用額に基づいて国庫負担金の交付額を算定すると

計 19,071,714,504円となり、計 688,719,882円が過大に交付されていた。

ア、イの合計 291,416,740 104,891,312 5,186,648 1,926,931

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さ

らに、同省において、通知等により市町村の事務処理の適正化に努めるとともに都道府県の実

績報告等に係る審査等の強化を図る必要があると認められる。
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不当と認める
国庫負担対象
費用額

不当と認める
国庫負担金

千円 千円 千円 千円
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（244）―

（680）
国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）国民健康保険助成費

部 局 等 厚生労働本省（交付決定庁）

22都道府県（支出庁）

交 付 の 根 拠 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）

交 付 先
（保 険 者）

市 103、特別区 2、町 256、村 75、一部事務組合 1、計 437市区町村

等

財政調整交付金
の概要

市町村の国民健康保険に係る財政力の不均衡を調整するために交付す

るもので、一定の基準により財政力を測定してその程度に応じて交付

する普通調整交付金と、特別の事情を考慮して交付する特別調整交付

金がある。

上記に対する交
付金交付額の合
計

226,448,896,000円（平成 14年度～18年度）

不当と認める交
付金交付額

6,842,716,000円（平成 14年度～18年度）

1 交付金の概要

� 国民健康保険の財政調整交付金

国民健康保険（前掲 310ページの「国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認め

られるもの」参照）については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村

（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）が行う国民健康保険について財

政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所

得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康

保険法（昭和 33年法律第 192号）に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交

付金がある。

� 普通調整交付金

普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額（以下「調

整対象収入額」という。）が、医療費、老人保健医療費拠出金（以下「老健拠出金」という。）、

保健事業費等から一定の基準により算定される支出額（以下「調整対象需要額」という。）に

満たない市町村に対して、その不足を公平に補うことを目途として交付するものである。

そして、平成 12年度からは、介護保険制度の導入に伴い、医療費等に係るもの（以下「医

療分」という。）に介護納付金
（注 1）

に係るもの（以下「介護分」という。）を加えて交付されている。

普通調整交付金の交付額は、当該市町村の調整対象需要額から調整対象収入額を控除し

た額に基づいて算定することとなっている。

また、市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、保険料の収納割合

が所定の率を下回る場合には普通調整交付金の交付額を減額することとなっている。

（注 1） 介護納付金 介護保険法（平成 9年法律第 123号）の規定に基づき、各医療保険者が社会

保険診療報酬支払基金に納付する納付金
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� 特別調整交付金

特別調整交付金は、市町村について特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付

するものであり、結核・精神病特別交付金、老人加入率高率特別交付金、医療費通知特別

交付金、保健事業費多額特別交付金、保健事業特別交付金、収納特別対策特別交付金等が

ある。

� 交付手続

財政調整交付金の交付手続については、�交付を受けようとする市町村は都道府県に交
付申請書及び実績報告書を提出して、�これを受理した都道府県は、その内容を添付書類
により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提

出して、�厚生労働省はこれに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなってい
る。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、39都道府県の 831市区町村等において、14年度から 18年度までに交付された

財政調整交付金について、合規性等の観点から、交付額が法令等に基づき適切に算定され

ているかに着眼して、実績報告書及びその基礎資料等の書類により会計実地検査を行っ

た。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に都道府県を通じて市町村

に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を

行った。また、後述する老健拠出金に係る事態については、会計実地検査を行っていない

市町村についても、実績報告書等調書の提出を受けるなどして検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、22都道府県の 437市区町村等において、交付金交付額計 226,448,896,000

円のうち計 6,842,716,000円が過大に交付されていたり交付の必要がなかったりしてい

て、不当と認められる。

これを態様別に示すと次のとおりである。

ア 普通調整交付金の交付が過大となっているもの（ウの老健拠出金に係るものを除く。）

� 調整対象需要額を過大に算定しているもの

22市区町村
（注 2）

201,091,000円

� 調整対象収入額を過小に算定しているもの

3市町
（注 2）

45,622,000円

� 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの

1村 28,373,000円

イ 特別調整交付金の交付が過大となっていたり、交付の必要がなかったりしているもの

（ウの老健拠出金に係るものを除く。）

� 医療費通知の調整基準額を過大に算定しているもの

1市
（注 2）

19,867,000円

� 保健事業費対象額を過大に算定しているもの

9市町村
（注 2）

27,279,000円

� 保健事業の対象となる事業費を過大に算定しているもの

6市町
（注 2）

29,156,000円
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� 収納特別対策事業費対象額を過大に算定しているもの

1市 1,302,000円

ウ 老健拠出金を過大に算定したため財政調整交付金の交付が過大となっているもの

399市町村等 6,490,026,000円

（注 2） ア�及びイ�のうちの 1市、ア�及びイ�のうちの 3市、また、ア�及びイ�のうちの

1市は重複している。

このような事態が生じていたのは、上記の 437市区町村等において制度の理解が十分で

なかったり、事務処理が適切でなかったりしたため適正な実績報告等を行っていなかった

こと、また、これに対する前記 22都道府県の審査が十分でなかったことによると認めら

れる。

� 各態様の詳細

前記の各態様の詳細を示すと次のとおりである。

ア 普通調整交付金の交付が過大となっているもの（老健拠出金に係るものを除く。）

� 調整対象需要額を過大に算定しているもの

調整対象需要額は、本来保険料で賄うべきとされている額であり、そのうち医療分

に係る需要額は、一般被保険者（退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をい

う。以下同じ。）に係る医療給付費
（注 3）

、老健拠出金及び保健事業費の合計額から療養給付

費等負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。

このうち、保健事業費は、健康相談、保健施設の運営等被保険者の健康の保持増進

のために必要な事業（以下「保健事業」という。）に要した費用の額である。そして、こ

の費用の額は、�年間の保健事業費支出額から保健事業に係る国庫補助金、保健施設

に係る利用料等の収入額を控除した額（以下「保健事業費対象額」という。）と、�当該

市町村の年間平均被保険者数に 700円を乗じて得た額（以下「保健事業費基準額」とい

う。）のうちいずれか少ない方の額とすることとなっている。ただし、被保険者の健康

の保持増進に資するとは認められないレセプト点検に係る経費等は保健事業費支出額

に含めることができないこと、また、健康診査事業に係る経費等は保健事業費支出額

から除くこととなっている。

（注 3） 医療給付費 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する

額を控除した額及び入院時食事療養費、療養費、高額療養費等の支給に要する費用

の額の合算額

8都道県の 22市区町村は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、保健事業費支

出額に含めることのできない経費を含めるなどして保健事業費を過大に算定したり、

退職被保険者及びその被扶養者に係る医療給付費を含めて医療給付費を過大に算定し

たりしていたため、調整対象需要額を過大に算定していた。

上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞ 保健事業費を過大に算定していたもの

北海道札幌市は、平成 14年度から 16年度までの調整対象需要額の算定に当た

り、保健事業費支出額に含めることができないレセプト点検に係る経費を含めるな

どしていたため、保健事業費を過大に算定していた。
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したがって、適正な保健事業費及びこれを基に算出した調整対象需要額に基づい

て普通調整交付金の交付額を算定すると、計 34,257,064,000円となり、計

47,415,000円が過大に交付されていた。

前記の態様を都道県別・交付先（保険者）別に示すと次のとおりである。

都道府県
名

交 付 先
（保険者）

年 度 交付金交付額 左のうち不当と
認める額

摘 要

千円 千円

（244） 北 海 道 札 幌 市 14～16 34,304,479 47,415 保健事業費を過大にして
いたもの

（245） 同 旭 川 市 14、16、17 8,178,918 16,337 医療給付費を過大にして
いたものなど

（246） 青 森 県 青 森 市 15、16 3,770,584 12,612 保健事業費を過大にして
いたもの

（247） 同 弘 前 市 14～16 5,304,782 19,218 同

（248） 同 八 戸 市 14～17 6,291,500 13,436 保健事業費を過大にして
いたものなど

（249） 同 黒 石 市 14～16 1,405,005 7,282 保健事業費を過大にして
いたもの

（250） 同 五所川原
市

15、16 1,348,014 6,716 同

（251） 同 む つ 市 15、16 606,526 1,364 同

（252） 同 東津軽郡
平 内 町

14～16 516,876 3,808 同

（253） 同 南津軽郡
大 鰐 町

16 194,621 1,527 同

（254） 同
（注 4）
南津軽郡
浪 岡 町

15、16 628,634 1,090 同

（255） 同
（注 5）
南津軽郡
平 賀 町

15、16 617,838 2,518 同

（256） 同 上 北 郡
六ヶ所村

15、16 106,893 1,754 同

（257） 同 三 戸 郡
五 戸 町

14～16 564,112 3,258 同

（258） 千 葉 県 船 橋 市 14、15、17 2,799,162 9,521 医療給付費を過大にして
いたもの

（259） 東 京 都 大 田 区 15、16 318,954 9,130 医療給付費を過大にして
いたものなど

（260） 同 江戸川区 16 2,008,579 20,771 保健事業費を過大にして
いたものなど

（261） 香 川 県 坂 出 市 16 449,844 1,655 保健事業費を過大にして
いたもの

（262） 熊 本 県 人 吉 市 14、17、18 1,102,597 8,789 医療給付費を過大にして
いたもの

（263） 大 分 県 別 府 市 15、16 2,573,133 3,005 保健事業費を過大にして
いたもの

（264） 沖 縄 県 那 覇 市 15 3,829,789 7,813 同

（265） 同 石 垣 市 16 664,551 2,072 同

�の計 77,585,391 201,091

（注 4） 平成 17年 4月 1日以降は青森市

（注 5） 平成 18年 1月 1日以降は平川市

� 調整対象収入額を過小に算定しているもの

調整対象収入額は、医療分及び介護分それぞれについて、一般被保険者又は介護納

付金賦課被保険者の数を基に算定される応益保険料額と、その所得を基に算定される

応能保険料額とを合計した額となっており、本来徴収すべきとされている保険料の額

である。
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このうち、医療分の応能保険料額は、一般被保険者の所得（以下「算定基礎所得金

額」という。）に一定の方法により計算された率を乗じて算定される。

そして、算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年

における所得金額の合計額とすることとなっている。ただし、同一世帯に属する被保

険者の所得金額の合計額が別に計算される金額（以下「所得限度額」という。）を超えて

高額である世帯（以下「所得限度額超過世帯」という。）がある場合には、当該世帯の所

得金額のうち所得限度額を超える部分の額に一定の方法により計算した率を乗じて得

た額を、上記一般被保険者の所得金額の合計額から控除して、算定基礎所得金額とす

ることとなっている。そして、介護分の応能保険料額は、介護納付金賦課被保険者に

ついて医療分と同様の方法で算定することとなっている。

3県の 3市町は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、所得限度額超過世帯の所

得金額のうち所得限度額を超える部分の額を過大にするなどしていたため、算定基礎

所得金額を過小に計算して、その結果、調整対象収入額を過小に算定していた。

上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞ 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの

石川県能美市は、平成 17年度の普通調整交付金の実績報告等に当たり、所得限

度額超過世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額を過大にしていたた

め、算定基礎所得金額を過小に計算していた。

したがって、適正な算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額に

基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、197,311,000円となり、41,865,000

円が過大に交付されていた。

前記の態様を県別・交付先（保険者）別に示すと次のとおりである。

（266） 石 川 県 能 美 市 17 239,176 41,865 所得金額の計算上控除さ
れる金額を過大にしてい
たもの

（267） 岐 阜 県 岐 阜 市 16、17 4,608,503 2,654 所得金額を過小にしてい
たものなど

（268） 宮 崎 県 東諸県郡
国 富 町

17 229,978 1,103 所得金額の計算上控除さ
れる金額を過大にしてい
たもの

�の計 5,077,657 45,622

� 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの

普通調整交付金は、市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、

徴収の決定を行って納付義務者である世帯主に賦課した保険料の額（以下「保険料の調

定額」という。）に対する収納した保険料の額の割合が所定の率を下回る市町村につい

ては、その下回る程度に応じて段階的に交付額を減額することとなっている。

そして、この減額の基準となる保険料の収納割合は、一般被保険者に係る前年度分

の保険料の調定額に対する前年度の収納額の割合等とすることとなっている。

沖縄県中頭郡中城村は、15、16両年度の普通調整交付金の実績報告等に当たり、

前年度収納額から除くこととなっている還付未済金を誤って含めていて収納額を過大

にしていたため、保険料の収納割合が事実と相違して高くなっていた。そして、適正
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な収納割合が所定の率を下回ることから、普通調整交付金の減額の対象となるのに減

額しておらず、普通調整交付金を過大に算定していた。

したがって、適正な収納割合に基づき普通調整交付金の交付額を算定すると、計

539,085,000円となり、計 28,373,000円が過大に交付されていた。
（269） 沖 縄 県 中 頭 郡

中 城 村
15、16 567,458 28,373 保険料の収納額を過大に

していたもの

アの計 83,230,506 275,086

イ 特別調整交付金の交付が過大となっていたり、交付の必要がなかったりしているもの

（老健拠出金に係るものを除く。）

� 医療費通知の調整基準額を過大に算定しているもの

医療費通知特別交付金は、 1月から 12月までの間に、請求月ごとのレセプトの全

数について 6回以上医療費通知を実施したなどの場合に交付するものである。

そして、この交付額は、医療費通知を実施した世帯数に 50円又は 55円の単価を乗

じて得た額（以下「医療費通知の調整基準額」という。）などとなっている。

北海道旭川市は、14年度から 17年度までの医療費通知特別交付金の実績報告等に

当たり、一世帯当たりの単価に乗ずる通知世帯数から除くこととされている老人保健

医療給付対象者のみの世帯を含めていたため、医療費通知の調整基準額を過大に算定

していた。

したがって、適正な医療費通知特別交付金を算定すると、計 49,407,000円となり、

これに伴って調整対象需要額が増額となることによる普通調整交付金の増額分を考慮

しても、計 19,867,000円が過大に交付されていた。
（245） 北 海 道 旭 川 市 14～17 70,896 19,867 医療費通知の通知世帯数

を誤っていたもの

� 保健事業費対象額を過大に算定しているもの

保健事業費多額特別交付金は、保健事業費対象額が保健事業費基準額を超える場合

に交付するものである。

そして、この交付額は、保健事業費対象額から保健事業費基準額を控除して得た額

の 2分の 1（15年度以前は 4分の 1）の額となっている。

2県の 9市町村は、保健事業費多額特別交付金の実績報告等に当たり、保健事業費

支出額から除くこととなっている経費を含めるなどしていたため、保健事業費対象額

を過大に算定していた。

上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞ 健康診査事業に係る経費を含めていたもの

青森県つがる市（平成 17年 2月 10日以前は西津軽郡稲垣村）は、14年度から 16

年度までの保健事業費対象額の算定に当たり、保健事業費支出額から除くことと

なっている健康診査事業に係る経費等を含めていたため、保健事業費対象額を過大

に算定していた。

したがって、適正な保健事業費対象額を算定すると保健事業費基準額を超えない

こととなり、保健事業費多額特別交付金 6,003,000円は交付の必要がなかった。

前記の態様を県別・交付先（保険者）別に示すと次のとおりである。
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（248） 青 森 県
（注 6）
八 戸 市 16 1,368 1,224 保健事業費支出額を過大

にしていたもの

（250） 同 五所川原
市

14、15 5,893 1,805 同

（251） 同 む つ 市 15、16 1,874 1,874 同

（270） 同
（注 7）
つがる市 14～16 6,003 6,003 同

（271） 同
（注 8）
東津軽郡
外ヶ浜町

14～16 10,450 5,389 同

（272） 同
（注 9）
北津軽郡
小 泊 村

14、15 4,926 2,633 同

（273） 同
（注10）
三 戸 郡
名 川 町

15、16 5,641 3,229 同

（274） 大 分 県 臼 杵 市 16 3,229 3,058 同

（275） 同
（注11）
中 津 市 16 2,064 2,064 同

�の計 41,448 27,279

（注 6） 平成 17年 3月 30日以前は三戸郡南郷村
（注 7） 平成 17年 2月 10日以前は西津軽郡稲垣村
（注 8） 平成 17年 3月 27日以前は東津軽郡蟹田町
（注 9） 平成 17年 3月 28日以降は北津軽郡中泊町
（注10） 平成 18年 1月 1日以降は三戸郡南部町
（注11） 平成 17年 2月 28日以前は下毛郡耶馬溪町

� 保健事業の対象となる事業費を過大に算定しているもの

保健事業特別交付金は、国民健康保険診療施設による健康管理事業等の保健事業を

行った場合に交付するものである。

そして、このうち健康管理事業に係る保健事業特別交付金の交付額は、保健事業の

内容、国民健康保険診療施設の規模等に基づいて算定される助成限度額の範囲内の額

とすることとなっている。ただし、国民健康保険の被保険者以外の者を含めて対象に

する保健事業に係る費用については、全体の受診者数に対する国民健康保険被保険者

の受診者数の比率等を用いて案分するなどして市町村の一般会計等にも応分の費用負

担を求めることとなっている。

石川県の 6市町は、保健事業特別交付金の実績報告等に当たり、国民健康保険の被

保険者以外の者を含めて対象としている事業の人件費について、費用の全額を対象事

業費に含めるなどしていたため、保健事業の対象となる事業費を過大に算定してい

た。

上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞ 被保険者以外の者を含めて対象としている事業の人件費について、費用

の全額を対象事業費に含めていたもの

石川県小松市は、平成 15、16両年度の保健事業の対象となる事業費の算定に当

たり、国民健康保険の被保険者以外の者を含めて対象としている事業の人件費につ

いて、全体の受診者数に対する国民健康保険被保険者の受診者数の比率を用いて案

分するなどして同市の一般会計等から応分の費用負担を求めるべきであったのに、

その費用の全額を対象事業費に含めていたため、保健事業の対象となる事業費を過

大に算定していた。
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したがって、適正な保健事業の対象となる事業費を算定すると、保健事業特別交

付金は計 7,971,000円となり、6,807,000円が過大に交付されていた。

前記の態様を交付先（保険者）別に示すと次のとおりである。

（276） 石 川 県 小 松 市 15、16 14,778 6,807 保健事業の対象となる事
業費を過大にしていたも
の

（277） 同 加 賀 市 15、16 14,777 4,700 同

（278） 同 輪 島 市 15、16 17,035 5,286 同

（279） 同 珠 洲 市 15、16 14,093 4,931 同

（266） 同
（注12）
能 美 市 15、16 9,350 3,252 同

（280） 同
（注13）
鳳 至 郡
能 登 町

15、16 13,573 4,180 同

�の計 83,606 29,156

（注12） 平成 17年 1月 31日以前は能美郡根上町
（注13） 平成 17年 2月 28日以前は鳳珠郡能都町

� 収納特別対策事業費対象額を過大に算定しているもの

収納特別対策特別交付金は、保険料収納体制の整備及び国民健康保険財政の安定化

を図る観点から、国民健康保険制度運営のために実施する通例の事業に加えて、より

一層の収納事業に取り組んだ市町村に交付するものである。

そして、この交付額は、収納体制の充実・強化に関する事業、口座振替の促進を図

る事業等収納率向上及び保険料賦課事務の適正化に資する事業の実施に要した費用の

額（以下「収納特別対策事業費対象額」という。）と被保険者規模に応じて別に定める交

付上限額を比較していずれか少ない方の額とされている。

大分県宇佐市は、17年度の収納特別対策特別交付金の実績報告等に当たり、実際

には支払がなかったシステム保守料を含めたままにしていたため、収納特別対策事業

費対象額を過大に算定していた。

したがって、適正な収納特別対策事業費対象額に基づいて収納特別対策特別交付金

の交付額を算定すると、4,198,000円となり、1,302,000円が過大に交付されていた。

（281） 大 分 県 宇 佐 市 17 5,500 1,302 収納特別対策事業費対象
額を過大にしていたもの

イの計 201,450 77,604

ウ 老健拠出金を過大に算定したため財政調整交付金の交付が過大となっているもの

普通調整交付金の調整対象需要額は、前記のとおり医療給付費、老健拠出金及び保健

事業費から算定することとなっている。

このうち、老健拠出金は、老人保健法（昭和 57年法律第 80号。平成 20年 4月以降は

「高齢者の医療の確保に関する法律」）の規定に基づき、各保険者が負担すべき老人保健

医療費を社会保険診療報酬支払基金に納付することとされている拠出金である。老健拠

出金の額は、各保険者における被保険者のうち老人の占める加入率等に基づいて算定す

ることとなっている。そして、14年 10月の健康保険法（大正 11年法律第 70号）等の改正

に伴い、普通調整交付金を算定する際に用いる実績報告書等の基礎数値を記入する欄等

の書式が変更されている。
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本院が会計実地検査を行った際、一部の保険者において、上記の書式の変更に起因し

て老健拠出金の算定を誤っていた事態が見受けられたため、本院は、会計実地検査のほ

か実績報告書等調書の提出を受けるなどして全市町村の検査を行った。

その結果、12府県の 399市町村等は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、書式

の変更があったのに、算定に用いる基礎数値の記入欄に誤った金額を記入して、老健拠

出金を過大に算定するなどしたため、普通調整交付金を過大に算定していた。また、老

健拠出金を過大に算定していたことに伴い、老健拠出金を算定要素としている特別調整

交付金のうちの結核・精神病特別交付金、老人加入率高率特別交付金等についても誤っ

て算定していた。

上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞ 老健拠出金を過大に算定していたもの

山梨県甲府市は、平成 14、15両年度の調整対象需要額の算定に当たり、実績報告

書等の書式の変更があったのに、算定に用いる基礎数値として 5か月分の老健拠出金

（概算額）の金額を記入すべき欄に誤って従来算定に用いていた 12か月分の老健拠出

金（概算額）の金額を記入したため、老健拠出金を過大に算定していた。

したがって、適正な老健拠出金及びこれを基に算定した調整対象需要額に基づいて

普通調整交付金の交付額を算定すると、計 1,980,543,000円となり、計 440,867,000円

が過大に交付されていた。

前記の態様を府県別・交付先（保険者）別に普通調整交付金及び特別調整交付金の合計

額で示すと次のとおりである。

（282） 青 森 県 三 沢 市 14～17 1,080,016 48,807 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（283） 同 東津軽郡蓬田村 14～16 99,840 2,723 同

（284） 同 東津軽郡平舘村（注14） 14、15 76,922 6,483 同

（285） 同 西津軽郡鰺ヶ沢町 14、16 481,942 1,341 同

（286） 同 西津軽郡深浦町 14 111,788 5,381 同

（287） 同 西津軽郡森田村（注15） 14、15 141,158 5,398 同

（288） 同 西津軽郡柏村（注15） 14、15 130,640 4,945 同

（289） 同 中津軽郡西目屋村 14～16 79,641 2,327 同

（290） 同 南津軽郡常盤村（注16） 14、15 153,072 4,985 同

（291） 同 北津軽郡金木町（注17） 14、15 297,365 10,093 同

（292） 同 北津軽郡中里町（注18） 14、15 367,496 10,448 同

（293） 同 上北郡野辺地町 14～16 349,491 12,310 同

（294） 同 上北郡七戸町 14、15 187,890 4,634 同

（295） 同 上北郡百石町（注19） 14～16 204,195 5,328 同

（296） 同 上北郡六戸町 14 87,243 6,179 同

（297） 同 下北郡大間町 14～16 232,553 2,892 同

（298） 同 下北郡東通村 14、15 180,616 5,711 同

（299） 同 三戸郡南部町 14～16 266,386 5,650 同

（300） 同 三戸郡階上町 14～16 287,997 6,353 同

（注14） 平成 17年 3月 28日以降は東津軽郡外ヶ浜町
（注15） 平成 17年 2月 11日以降はつがる市
（注16） 平成 17年 3月 28日以降は南津軽郡藤崎町
（注17） 平成 17年 3月 28日以降は五所川原市
（注18） 平成 17年 3月 28日以降は北津軽郡中泊町
（注19） 平成 18年 3月 1日以降は上北郡おいらせ町
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（301） 岩 手 県 岩手郡玉山村（注20） 14、15 261,868 37,618 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（302） 同 和賀郡沢内村（注21） 15 65,955 13,192 同

（注20） 平成 18年 1月 10日以降は盛岡市
（注21） 平成 17年 11月 1日以降は和賀郡西和賀町

（303） 栃 木 県 鹿 沼 市 14、15 947,073 205,557 同

（304） 同 小 山 市 14、15 1,769,313 365,085 同

（305） 同 黒磯市（注22） 14、15 743,109 147,846 同

（306） 同 河内郡上三川町 14、15 380,538 76,253 同

（307） 同 上都賀郡粟野町（注23） 14、15 129,146 25,493 同

（308） 同 下都賀郡国分寺町（注24） 14、15 162,693 38,277 同

（注 22） 平成 17年 1月 1日以降は那須塩原市
（注 23） 平成 18年 1月 1日以降は鹿沼市
（注 24） 平成 18年 1月 10日以降は下野市

（309） 群 馬 県 前 橋 市 14～16 2,242,585 58,888 同

（310） 同 高 崎 市 14、15 1,740,331 48,301 同

（311） 同 桐 生 市 14～16 2,891,157 43,489 同

（312） 同 伊勢崎市 14～16 2,126,573 42,177 同

（313） 同 太 田 市 14～16 1,848,181 40,007 同

（314） 同 沼 田 市 14、15 643,025 9,817 同

（315） 同 館 林 市 14～16 941,212 7,666 同

（316） 同 渋 川 市 14～16 807,878 16,584 同

（317） 同 藤 岡 市 14、15 616,209 12,710 同

（318） 同 富 岡 市 14～16 630,799 1,797 同

（319） 同 安 中 市 14～16 809,442 13,347 同

（320） 同 勢多郡北橘村（注25） 14～16 212,969 3,170 同

（321） 同 勢多郡赤城村（注25） 14、15 229,440 7,693 同

（322） 同 勢多郡富士見村 14～16 269,397 5,465 同

（323） 同 勢多郡大胡町（注26） 14、15 121,627 3,438 同

（324） 同 勢多郡宮城村（注26） 14、15 87,675 2,360 同

（325） 同 勢多郡粕川村（注26） 14、15 136,773 3,371 同

（326） 同 勢多郡新里村（注27） 14、15 203,625 7,289 同

（327） 同 勢多郡黒保根村（注27） 14～16 73,743 1,780 同

（328） 同 勢多郡東村（注28） 14、15 70,143 3,091 同

（329） 同 群馬郡榛名町（注29） 14～16 537,904 4,228 同

（330） 同 群馬郡箕郷町（注30） 14～16 259,454 6,429 同

（331） 同 群馬郡群馬町（注30） 14～16 412,053 11,144 同

（332） 同 北群馬郡子持村（注25） 14、15 138,890 3,980 同

（333） 同 北群馬郡伊香保町（注25） 14～16 125,576 1,474 同

（334） 同 北群馬郡榛東村 14～16 193,363 3,178 同

（335） 同 北群馬郡吉岡町 14～16 246,108 5,907 同

（336） 同 多野郡新町（注30） 14～16 192,810 3,004 同

（337） 同 多野郡鬼石町（注31） 14、15 155,198 1,531 同

（338） 同 多野郡吉井町 14～16 328,409 1,914 同

（339） 同 多野郡神流町 15 37,390 1,402 同

（340） 同 甘楽郡妙義町（注32） 14～16 122,626 2,248 同

（341） 同 甘楽郡下仁田町 14～16 332,423 8,066 同

（342） 同 甘楽郡南牧村 14、15 117,979 7,049 同

（343） 同 甘楽郡甘楽町 14～16 252,922 31,051 同

（344） 同 碓氷郡松井田町（注33） 14、15 269,734 5,776 同

（345） 同 吾妻郡中之条町 14、15 196,078 3,672 同

（346） 同 吾妻郡東村（注34） 14～16 52,194 2,998 同

（347） 同 吾妻郡吾妻町（注34） 14、15 235,502 5,766 同

（348） 同 吾妻郡長野原町 14～16 88,362 3,408 同
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（349） 群 馬 県 吾妻郡嬬恋村 15 21,652 2,080 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（350） 同 吾妻郡草津町 14～16 106,101 5,868 同

（351） 同 吾妻郡高山村 14、15 81,840 2,055 同

（352） 同 利根郡片品村 14、15 134,798 1,980 同

（353） 同 利根郡月夜野町（注35） 14、15 196,471 4,101 同

（354） 同 利根郡水上町（注35） 14～16 209,749 3,065 同

（355） 同 利根郡新治村（注35） 14、15 146,653 3,508 同

（356） 同 利根郡昭和村 14、15 130,476 3,570 同

（357） 同 佐波郡赤堀町（注36） 14、15 168,867 5,694 同

（358） 同 佐波郡東村（注36） 14、15 132,321 5,722 同

（359） 同 佐波郡境町（注36） 14、15 290,996 3,147 同

（360） 同 佐波郡玉村町 14～16 310,357 8,360 同

（361） 同 新田郡尾島町（注37） 14、15 142,827 6,824 同

（362） 同 新田郡新田町（注37） 14、15 259,721 6,528 同

（363） 同 新田郡藪塚本町（注37） 14、15 167,297 3,363 同

（364） 同 新田郡笠懸町（注28） 14、15 241,651 8,950 同

（365） 同 山田郡大間々町（注28） 14、15 304,204 7,926 同

（366） 同 邑楽郡板倉町 14、15 187,828 1,658 同

（367） 同 邑楽郡明和町 14、15 89,511 1,776 同

（368） 同 邑楽郡千代田町 14～16 224,860 1,581 同

（369） 同 邑楽郡大泉町 14～16 453,189 4,836 同

（370） 同 邑楽郡邑楽町 14～16 332,040 8,601 同

（注 25） 平成 18年 2月 20日以降は渋川市
（注 26） 平成 16年 12月 5日以降は前橋市
（注 27） 平成 17年 6月 13日以降は桐生市
（注 28） 平成 18年 3月 27日以降はみどり市
（注 29） 平成 18年 10月 1日以降は高崎市
（注 30） 平成 18年 1月 23日以降は高崎市
（注 31） 平成 18年 1月 1日以降は藤岡市
（注 32） 平成 18年 3月 27日以降は富岡市
（注 33） 平成 18年 3月 18日以降は安中市
（注 34） 平成 18年 3月 27日以降は吾妻郡東吾妻町
（注 35） 平成 17年 10月 1日以降は利根郡みなかみ町
（注 36） 平成 17年 1月 1日以降は伊勢崎市
（注 37） 平成 17年 3月 28日以降は太田市

（371） 新 潟 県 新 潟 市 14、15 4,366,901 121,551 同

（372） 同 長 岡 市 14、15 1,397,477 26,317 同

（373） 同 三 条 市 14、15 833,475 13,837 同

（374） 同 柏 崎 市 14、15 828,820 30,103 同

（375） 同 新発田市 14、15 987,054 17,015 同

（376） 同 新 津 市（注38） 14、15 845,069 21,340 同

（377） 同 小千谷市 14、15 458,643 15,395 同

（378） 同 加 茂 市 14、15 487,872 9,543 同

（379） 同 十日町市 14、15 517,455 9,614 同

（380） 同 見 附 市 14、15 556,065 12,806 同

（381） 同 村 上 市 14、15 536,323 9,370 同

（382） 同 燕 市 14、15 452,387 8,195 同

（383） 同 栃 尾 市（注39） 14、15 372,414 12,403 同

（384） 同 糸魚川市 14、15 394,995 9,596 同

（385） 同 新 井 市（注40） 14、15 335,351 12,036 同

（386） 同 五 泉 市 14、15 496,983 12,424 同

（387） 同 両 津 市（注41） 14 197,053 3,309 同

（388） 同 白 根 市（注38） 14、15 566,279 10,460 同

（389） 同 豊 栄 市（注38） 14、15 566,326 8,421 同
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（390） 新 潟 県 上 越 市 14、15 1,259,653 50,715 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（391） 同 佐 渡 市 15 500,591 14,426 同

（392） 同 北蒲原郡安田町（注42） 14、15 120,987 3,493 同

（393） 同 北蒲原郡京ヶ瀬村（注42） 14、15 101,356 3,095 同

（394） 同 北蒲原郡水原町（注42） 14、15 269,284 5,136 同

（395） 同 北蒲原郡笹神村（注42） 14、15 165,624 3,302 同

（396） 同 北蒲原郡聖籠町 14、15 171,680 2,738 同

（397） 同 北蒲原郡紫雲寺町（注43） 14、15 77,895 2,806 同

（398） 同 北蒲原郡中条町（注44） 14、15 346,705 7,123 同

（399） 同 北蒲原郡黒川村（注44） 14、15 107,390 2,144 同

（400） 同 中蒲原郡小須戸町（注38） 14、15 164,569 7,558 同

（401） 同 中蒲原郡村松町（注45） 14、15 352,660 7,093 同

（402） 同 中蒲原郡亀田町（注38） 14、15 241,425 8,552 同

（403） 同 西蒲原郡岩室村（注38） 14、15 132,144 2,559 同

（404） 同 西蒲原郡分水町（注46） 14、15 184,054 2,330 同

（405） 同 西蒲原郡吉田町（注46） 14、15 203,356 4,090 同

（406） 同 西蒲原郡巻町（注47） 14、15 428,795 4,653 同

（407） 同 西蒲原郡西川町（注38） 14、15 160,834 6,736 同

（408） 同 西蒲原郡味方村（注38） 14、15 77,633 1,667 同

（409） 同 西蒲原郡潟東村（注38） 14、15 96,939 4,419 同

（410） 同 西蒲原郡月潟村（注38） 14、15 55,700 1,737 同

（411） 同 南蒲原郡田上町 14、15 162,963 5,761 同

（412） 同 南蒲原郡下田村（注48） 14、15 124,398 3,641 同

（413） 同 南蒲原郡栄町（注48） 14、15 115,364 1,883 同

（414） 同 南蒲原郡中之島町（注49） 14、15 124,145 1,652 同

（415） 同 三島郡越路町（注49） 14、15 133,591 5,199 同

（416） 同 三島郡三島町（注49） 14、15 76,910 2,825 同

（417） 同 北魚沼郡川口町 14、15 76,650 3,196 同

（418） 同 北魚沼郡堀之内町（注50） 14、15 103,625 4,821 同

（419） 同 南魚沼郡塩沢町（注51） 14、15 266,442 6,315 同

（420） 同 南魚沼郡六日町（注52） 14、15 221,918 3,842 同

（421） 同 中魚沼郡川西町（注53） 14、15 109,353 4,341 同

（422） 同 中魚沼郡津南町 14、15 133,453 4,287 同

（423） 同 中魚沼郡中里村（注53） 14、15 89,769 2,188 同

（424） 同 刈羽郡小国町（注49） 14、15 103,520 2,204 同

（425） 同 東頸城郡浦川原村（注54） 14、15 69,571 2,685 同

（426） 同 東頸城郡松代町（注53） 14、15 110,211 2,563 同

（427） 同 東頸城郡松之山町（注53） 14、15 73,051 2,492 同

（428） 同 東頸城郡牧村（注54） 14、15 71,829 1,935 同

（429） 同 中頸城郡柿崎町（注54） 14、15 141,715 4,290 同

（430） 同 中頸城郡大潟町（注54） 14、15 107,366 3,640 同

（431） 同 中頸城郡頸城村（注54） 14、15 89,610 5,893 同

（432） 同 中頸城郡吉川町（注54） 14、15 72,788 1,744 同

（433） 同 中頸城郡妙高高原町（注40） 14、15 132,960 8,215 同

（434） 同 中頸城郡妙高村（注40） 14、15 85,896 4,032 同

（435） 同 中頸城郡板倉町（注54） 14、15 95,763 3,087 同

（436） 同 中頸城郡三和村（注54） 14、15 60,595 2,686 同

（437） 同 西頸城郡名立町（注54） 14、15 46,582 3,691 同

（438） 同 西頸城郡能生町（注55） 14、15 137,273 5,806 同

（439） 同 西頸城郡青海町（注55） 14、15 97,635 5,161 同

（440） 同 岩船郡関川村 14、15 183,988 3,404 同

（441） 同 岩船郡荒川町 14、15 160,876 2,008 同

（442） 同 岩船郡神林村 14、15 166,540 4,257 同

（443） 同 岩船郡朝日村 14、15 199,220 2,217 同
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（444） 新 潟 県 佐渡郡相川町（注41） 14 109,561 1,332 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（445） 同 佐渡郡佐和田町（注41） 14 75,287 2,571 同

（446） 同 佐渡郡真野町（注41） 14 59,712 1,092 同

（447） 同 東蒲原広域事務組合 14、15 369,661 4,202 同

（注 38） 平成 17年 3月 21日以降は新潟市
（注 39） 平成 18年 1月 1日以降は長岡市
（注 40） 平成 17年 4月 1日以降は妙高市
（注 41） 平成 16年 3月 1日以降は佐渡市
（注 42） 平成 16年 4月 1日以降は阿賀野市
（注 43） 平成 17年 5月 1日以降は新発田市
（注 44） 平成 17年 9月 1日以降は胎内市
（注 45） 平成 18年 1月 1日以降は五泉市
（注 46） 平成 18年 3月 20日以降は燕市
（注 47） 平成 17年 10月 10日以降は新潟市
（注 48） 平成 17年 5月 1日以降は三条市
（注 49） 平成 17年 4月 1日以降は長岡市
（注 50） 平成 16年 11月 1日以降は魚沼市
（注 51） 平成 17年 10月 1日以降は南魚沼市
（注 52） 平成 16年 11月 1日以降は南魚沼市
（注 53） 平成 17年 4月 1日以降は十日町市
（注 54） 平成 17年 1月 1日以降は上越市
（注 55） 平成 17年 3月 19日以降は糸魚川市

（448） 山 梨 県 甲 府 市 14、15 2,421,410 440,867 同

（449） 同 富士吉田市 14、15 789,721 161,270 同

（450） 同 塩 山 市（注56） 14～16 515,752 95,133 同

（451） 同 都 留 市 14、15 373,291 69,682 同

（452） 同 山 梨 市 14、15 666,863 125,374 同

（453） 同 大 月 市 14、15 512,754 101,929 同

（454） 同 韮 崎 市 14、15 391,564 62,295 同

（455） 同 南アルプス市 15 453,185 112,402 同

（456） 同 東山梨郡春日居町（注57） 14、15 83,953 19,420 同

（457） 同 東山梨郡牧丘町（注58） 14、15 136,110 29,816 同

（458） 同 東山梨郡三富村（注58） 14、15 57,484 12,177 同

（459） 同 東山梨郡勝沼町（注56） 14～16 283,774 40,435 同

（460） 同 東山梨郡大和村（注56） 14、15 45,636 6,875 同

（461） 同 東八代郡石和町（注57） 14、15 294,737 63,341 同

（462） 同 東八代郡御坂町（注57） 14、15 174,462 36,030 同

（463） 同 東八代郡一宮町（注57） 14、15 161,460 27,310 同

（464） 同 東八代郡八代町（注57） 14、15 126,179 22,750 同

（465） 同 東八代郡境川村（注57） 14、15 40,029 9,309 同

（466） 同 東八代郡中道町（注59） 14、15 71,194 13,263 同

（467） 同 東八代郡芦川村（注60） 14、15 19,378 4,300 同

（468） 同 東八代郡豊富村（注61） 14、15 42,570 7,737 同

（469） 同 西八代郡上九一色村（注62） 14、15 24,496 4,934 同

（470） 同 西八代郡三珠町（注63） 14、15 50,584 12,241 同

（471） 同 西八代郡市川大門町（注63） 14、15 166,270 27,955 同

（472） 同 西八代郡六郷町（注63） 14、15 66,510 16,843 同

（473） 同 西八代郡下部町（注64） 14、15 149,169 33,566 同

（474） 同 南巨摩郡増穂町 14、15 156,755 39,212 同

（475） 同 南巨摩郡鰍沢町 14、15 95,622 21,568 同

（476） 同 南巨摩郡中富町（注64） 14、15 243,785 60,388 同

（477） 同 南巨摩郡早川町 14、15 76,811 19,580 同

（478） 同 南巨摩郡身延町 14、15 103,814 32,442 同

（479） 同 南巨摩郡南部町 14、15 151,655 40,682 同
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（480） 山 梨 県 中巨摩郡竜王町（注65） 14、15 293,051 68,590 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（481） 同 中巨摩郡敷島町（注65） 14、15 184,996 42,835 同

（482） 同 中巨摩郡玉穂町（注61） 14、15 49,697 14,304 同

（483） 同 中巨摩郡昭和町 15 36,468 16,549 同

（484） 同 中巨摩郡田富町（注61） 14、15 127,183 26,399 同

（485） 同 中巨摩郡八田村（注66） 14 33,253 2,311 同

（486） 同 中巨摩郡白根町（注66） 14 65,849 6,763 同

（487） 同 中巨摩郡若草町（注66） 14 26,516 2,859 同

（488） 同 中巨摩郡櫛形町（注66） 14 142,168 7,508 同

（489） 同 中巨摩郡甲西町（注66） 14 39,697 4,619 同

（490） 同 北巨摩郡双葉町（注65） 14、15 99,881 17,209 同

（491） 同 北巨摩郡明野村（注67） 14、15 98,487 16,916 同

（492） 同 北巨摩郡須玉町（注67） 14、15 190,253 37,271 同

（493） 同 北巨摩郡高根町（注67） 14、15 130,041 22,471 同

（494） 同 北巨摩郡長坂町（注67） 14、15 160,528 34,584 同

（495） 同 北巨摩郡大泉村（注67） 14、15 47,352 9,954 同

（496） 同 北巨摩郡小淵沢町（注68） 14、15 87,948 22,810 同

（497） 同 北巨摩郡白州町（注67） 14、15 88,512 14,423 同

（498） 同 北巨摩郡武川村（注67） 14、15 52,619 11,909 同

（499） 同 南都留郡秋山村（注69） 14、15 26,320 3,865 同

（500） 同 南都留郡道志村 14、15 25,955 6,511 同

（501） 同 南都留郡西桂町 14、15 75,075 9,260 同

（502） 同 南都留郡忍野村 14、15 116,551 22,277 同

（503） 同 南都留郡山中湖村 14、15 10,794 5,692 同

（504） 同 南都留郡河口湖町（注70） 14 83,931 11,184 同

（505） 同 南都留郡鳴沢村 14、15 34,610 6,500 同

（506） 同 南都留郡富士河口湖町 15 199,720 55,706 同

（507） 同 北都留郡上野原町（注69） 14、15 496,294 77,828 同

（508） 同 北都留郡小菅村 14、15 16,258 2,302 同

（509） 同 北都留郡丹波山村 14、15 27,393 4,495 同

（注 56） 平成 17年 11月 1日以降は甲州市
（注 57） 平成 16年 10月 12日以降は笛吹市
（注 58） 平成 17年 3月 22日以降は山梨市
（注 59） 平成 18年 3月 1日以降は甲府市
（注 60） 平成 18年 8月 1日以降は笛吹市
（注 61） 平成 18年 2月 20日以降は中央市
（注 62） 平成 18年 3月 1日以降は甲府市及び南都留郡富士河口湖町
（注 63） 平成 17年 10月 1日以降は西八代郡市川三郷町
（注 64） 平成 16年 9月 13日以降は南巨摩郡身延町
（注 65） 平成 16年 9月 1日以降は甲斐市
（注 66） 平成 15年 4月 1日以降は南アルプス市
（注 67） 平成 16年 11月 1日以降は北杜市
（注 68） 平成 18年 3月 15日以降は北杜市
（注 69） 平成 17年 2月 13日以降は上野原市
（注 70） 平成 15年 11月 15日以降は南都留郡富士河口湖町

（510） 三 重 県 津 市 14～16 1,182,246 48,832 同

（511） 同 四日市市 14、15 1,672,601 58,861 同

（512） 同 伊 勢 市 14、15 1,097,371 47,303 同

（513） 同 松 阪 市 14、15 1,563,543 37,741 同

（514） 同 桑 名 市 14、15 546,127 15,631 同

（515） 同 上 野 市（注71） 14、15 736,932 23,927 同

（516） 同 鈴 鹿 市 14、15 1,108,644 42,076 同

（517） 同 名 張 市 14、15 650,860 24,810 同

（518） 同 尾 鷲 市 14、15 471,562 7,384 同
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（519） 三 重 県 亀 山 市 15 136,464 5,422 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（520） 同 鳥 羽 市 14、15 399,866 9,939 同

（521） 同 熊 野 市 14、15 462,569 7,618 同

（522） 同 久 居 市（注72） 14、15 443,202 16,742 同

（523） 同 いなべ市 15 175,839 14,286 同

（524） 同 桑名郡多度町（注73） 14、15 113,700 3,065 同

（525） 同 桑名郡長島町（注73） 15 42,013 3,503 同

（526） 同 員弁郡北勢町（注74） 14 49,552 3,354 同

（527） 同 員弁郡大安町（注74） 14 73,373 3,427 同

（528） 同 員弁郡東員町 14、15 135,401 4,599 同

（529） 同 員弁郡藤原町（注74） 14 38,504 1,767 同

（530） 同 三重郡菰野町 14、15 193,036 4,207 同

（531） 同 三重郡楠町（注75） 14、15 58,969 2,310 同

（532） 同 三重郡川越町 14、15 53,711 3,577 同

（533） 同 鈴鹿郡関町（注76） 14、15 98,264 4,998 同

（534） 同 安芸郡河芸町（注72） 14、15 135,152 3,023 同

（535） 同 安芸郡芸濃町（注72） 14、15 114,683 4,370 同

（536） 同 安芸郡安濃町（注72） 14、15 99,439 5,295 同

（537） 同 一志郡香良洲町（注72） 14、15 69,629 1,348 同

（538） 同 一志郡一志町（注72） 14、15 109,905 4,085 同

（539） 同 一志郡白山町（注72） 14、15 219,641 8,290 同

（540） 同 一志郡嬉野町（注77） 14、15 206,336 7,727 同

（541） 同 一志郡美杉村（注72） 14、15 198,899 9,355 同

（542） 同 一志郡三雲町（注77） 14、15 70,007 2,226 同

（543） 同 飯南郡飯南町（注77） 14、15 120,628 3,999 同

（544） 同 飯南郡飯高町（注77） 14、15 120,895 3,735 同

（545） 同 多気郡多気町 14、15 130,874 4,661 同

（546） 同 多気郡明和町 14、15 219,320 10,848 同

（547） 同 多気郡大台町 14、15 127,635 5,157 同

（548） 同 多気郡勢和村（注78） 14、15 80,284 2,416 同

（549） 同 多気郡宮川村（注79） 14、15 101,755 3,768 同

（550） 同 度会郡玉城町 14、15 136,140 4,741 同

（551） 同 度会郡二見町（注80） 14、15 136,071 6,045 同

（552） 同 度会郡小俣町（注80） 14、15 160,128 5,443 同

（553） 同 度会郡南勢町（注81） 14、15 284,830 11,009 同

（554） 同 度会郡南島町（注81） 14、15 247,201 7,385 同

（555） 同 度会郡大宮町（注82） 14、15 103,646 3,858 同

（556） 同 度会郡紀勢町（注82） 14、15 152,491 2,912 同

（557） 同 度会郡御薗村（注80） 14、15 67,036 3,360 同

（558） 同 度会郡度会町 14、15 93,732 2,700 同

（559） 同 阿山郡伊賀町（注71） 14、15 123,821 3,647 同

（560） 同 阿山郡阿山町（注71） 14、15 101,719 3,431 同

（561） 同 阿山郡大山田村（注71） 14、15 80,100 2,926 同

（562） 同 名賀郡青山町（注71） 14、15 130,299 3,041 同

（563） 同 志摩郡浜島町（注83） 14、15 103,573 2,200 同

（564） 同 志摩郡大王町（注83） 14、15 244,291 5,515 同

（565） 同 志摩郡志摩町（注83） 14、15 372,064 8,005 同

（566） 同 志摩郡阿児町（注83） 14、15 345,240 8,103 同

（567） 同 志摩郡磯部町（注83） 14、15 149,918 5,497 同

（568） 同 北牟婁郡紀伊長島町（注84） 14、15 260,607 3,412 同

（569） 同 北牟婁郡海山町（注84） 14、15 278,121 10,884 同

（570） 同 南牟婁郡御浜町 14、15 200,866 3,342 同

（571） 同 南牟婁郡紀宝町 14、15 162,933 2,216 同

（572） 同 南牟婁郡紀和町（注85） 14、15 79,284 2,355 同
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（注 71） 平成 16年 11月 1日以降は伊賀市
（注 72） 平成 18年 1月 1日以降は津市
（注 73） 平成 16年 12月 6日以降は桑名市
（注 74） 平成 15年 12月 1日以降はいなべ市
（注 75） 平成 17年 2月 7日以降は四日市市
（注 76） 平成 17年 1月 11日以降は亀山市
（注 77） 平成 17年 1月 1日以降は松阪市
（注 78） 平成 18年 1月 1日以降は多気郡多気町
（注 79） 平成 18年 1月 10日以降は多気郡大台町
（注 80） 平成 17年 11月 1日以降は伊勢市
（注 81） 平成 17年 10月 1日以降は度会郡南伊勢町
（注 82） 平成 17年 2月 14日以降は度会郡大紀町
（注 83） 平成 16年 10月 1日以降は志摩市
（注 84） 平成 17年 10月 11日以降は北牟婁郡紀北町
（注 85） 平成 17年 11月 1日以降は熊野市

（573） 大 阪 府 泉南郡熊取町 14、15 575,331 109,879 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（574） 和歌山県 海草郡下津町（注86） 14、15 437,462 60,672 同

（575） 同 那賀郡岩出町（注87） 14、15 796,211 152,436 同

（576） 同 有田郡吉備町（注88） 14、15 429,790 18,528 同

（577） 同 日高郡印南町 14、15 217,638 41,535 同

（578） 同 西牟婁郡串本町（注89） 14、15 413,841 8,188 同

（579） 同 東牟婁郡古座町（注89） 14、15 223,786 34,871 同

（注 86） 平成 17年 4月 1日以降は海南市
（注 87） 平成 18年 4月 1日以降は岩出市
（注 88） 平成 18年 1月 1日以降は有田郡有田川町
（注 89） 平成 17年 4月 1日以降は東牟婁郡串本町

（580） 徳 島 県 阿 南 市 15 565,242 13,337 同

（581） 同 那賀郡木頭村（注90） 14、15 76,763 14,609 同

（582） 同 三好郡三加茂町（注91） 14、15 233,415 20,319 同

（注 90） 平成 17年 3月 1日以降は那賀郡那賀町
（注 91） 平成 18年 3月 1日以降は三好郡東みよし町

（583） 高 知 県 高 知 市 15 2,190,088 10,018 同

（584） 同 室 戸 市 15 328,839 2,194 同

（585） 同 安 芸 市 15 339,891 1,103 同

（586） 同 南 国 市 15 504,534 3,520 同

（587） 同 須 崎 市 15、16 345,011 2,592 同

（588） 同 宿 毛 市 15、16 369,193 4,017 同

（589） 同 土佐清水市 15 303,926 4,735 同

（590） 同 安芸郡奈半利町 15 75,056 4,081 同

（591） 同 安芸郡田野町 15 54,158 1,721 同

（592） 同 安芸郡安田町 15 82,109 1,060 同

（593） 同 安芸郡芸西村 14、15 177,197 2,234 同

（594） 同 香美郡土佐山田町（注92） 15 274,563 4,531 同

（595） 同 香美郡野市町（注93） 15 117,922 1,642 同

（596） 同 長岡郡本山町 15 67,041 1,009 同

（597） 同 長岡郡大豊町 15 94,166 3,582 同

（598） 同 吾川郡伊野町（注94） 15 213,184 1,472 同

（599） 同 吾川郡吾川村（注95） 15 64,726 2,149 同

（600） 同 高岡郡中土佐町 15 107,528 2,875 同

（601） 同 高岡郡佐川町 15 247,394 5,411 同

（602） 同 高岡郡窪川町（注96） 15 230,537 2,462 同

（603） 同 高岡郡檮原町 15 50,118 2,562 同

（604） 同 高岡郡仁淀村（注95） 15 37,823 2,395 同
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（605） 高 知 県 幡多郡佐賀町（注97） 15 46,544 2,112 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（606） 同 幡多郡大方町（注97） 15 147,696 3,885 同

（607） 同 幡多郡大月町 15 139,142 2,302 同

（608） 同 幡多郡十和村（注96） 14、15 147,792 5,416 同

（注 92） 平成 18年 3月 1日以降は香美市
（注 93） 平成 18年 3月 1日以降は香南市
（注 94） 平成 16年 10月 1日以降は吾川郡いの町
（注 95） 平成 17年 8月 1日以降は吾川郡仁淀川町
（注 96） 平成 18年 3月 20日以降は高岡郡四万十町
（注 97） 平成 18年 3月 20日以降は幡多郡黒潮町

（609） 鹿児島県 鹿児島市 14、15 9,385,515 201,203 同

（610） 同 川 内 市（注98） 14、15 1,884,688 21,561 同

（611） 同 鹿 屋 市 14～16 1,755,449 28,031 同

（612） 同 枕 崎 市 14～16 1,161,561 14,432 同

（613） 同 串木野市（注99） 14～16 724,845 16,996 同

（614） 同 阿久根市 14、15 996,923 7,924 同

（615） 同 名 瀬 市（注100） 14～16 1,465,781 14,717 同

（616） 同 出 水 市 14、15 1,132,780 17,544 同

（617） 同 指 宿 市 14～16 884,301 4,294 同

（618） 同 加世田市（注101） 14、15 755,193 9,304 同

（619） 同 国 分 市（注102） 14、15 851,327 10,073 同

（620） 同 西之表市 14、15 544,703 5,047 同

（621） 同 垂 水 市 14、15 790,628 11,341 同

（622） 同 鹿児島郡吉田町（注103） 14、15 240,521 6,221 同

（623） 同 鹿児島郡桜島町（注103） 14、15 184,431 5,626 同

（624） 同 揖宿郡喜入町（注103） 14、15 381,562 2,604 同

（625） 同 揖宿郡頴娃町（注104） 14、15 499,404 2,290 同

（626） 同 揖宿郡開聞町（注105） 14～16 279,900 7,393 同

（627） 同 川辺郡笠沙町（注101） 14、15 220,440 1,624 同

（628） 同 川辺郡坊津町（注101） 14、15 210,916 4,036 同

（629） 同 川辺郡知覧町（注104） 14、15 526,215 6,582 同

（630） 同 川辺郡川辺町（注104） 14、15 634,758 12,380 同

（631） 同 日置郡市来町（注99） 14、15 229,318 4,380 同

（632） 同 日置郡東市来町（注106） 14、15 435,580 9,624 同

（633） 同 日置郡伊集院町（注106） 14、15 539,075 9,827 同

（634） 同 日置郡松元町（注103） 14、15 246,142 4,678 同

（635） 同 日置郡郡山町（注103） 14、15 257,833 9,263 同

（636） 同 日置郡日吉町（注106） 14、15 277,783 8,272 同

（637） 同 日置郡吹上町（注106） 14、15 402,283 8,029 同

（638） 同 日置郡金峰町（注101） 14、15 391,943 7,587 同

（639） 同 薩摩郡樋脇町（注98） 14、15 215,978 4,629 同

（640） 同 薩摩郡入来町（注98） 14、15 197,879 2,047 同

（641） 同 薩摩郡東郷町（注98） 14、15 187,656 2,577 同

（642） 同 薩摩郡宮之城町（注107） 14、15 589,180 6,053 同

（643） 同 薩摩郡鶴田町（注107） 14、15 183,437 7,222 同

（644） 同 薩摩郡薩摩町（注107） 14、15 248,900 5,870 同

（645） 同 薩摩郡里村（注98） 14、15 86,578 2,732 同

（646） 同 薩摩郡上甑村（注98） 14、15 80,997 2,769 同

（647） 同 出水郡野田町（注108） 14、15 146,835 3,985 同

（648） 同 出水郡高尾野町（注108） 14、15 434,900 6,425 同

（649） 同 出水郡東町（注109） 14、15 428,444 5,575 同

（650） 同 出水郡長島町 14、15 162,086 4,387 同

（651） 同 姶良郡加治木町 14、15 583,240 11,927 同

（652） 同 姶良郡姶良町 14、15 893,195 26,053 同
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（653） 鹿児島県 姶良郡蒲生町 14、15 328,513 6,324 老健拠出金の算定
を誤っていたもの

（654） 同 姶良郡横川町（注102） 14～16 226,997 7,672 同

（655） 同 姶良郡吉松町（注110） 14、15 157,061 2,493 同

（656） 同 姶良郡牧園町（注102） 14、15 331,021 2,166 同

（657） 同 姶良郡霧島町（注102） 14、15 205,406 3,487 同

（658） 同 姶良郡隼人町（注102） 14、15 781,284 12,864 同

（659） 同 姶良郡福山町（注102） 14、15 451,770 11,087 同

（660） 同 曽於郡大隅町（注111） 14、15 409,514 2,041 同

（661） 同 曽於郡輝北町（注112） 14、15 202,685 6,830 同

（662） 同 曽於郡財部町（注111） 14、15 510,418 7,754 同

（663） 同 曽於郡末吉町（注111） 14～16 1,015,598 20,575 同

（664） 同 曽於郡松山町（注113） 14、15 159,162 4,465 同

（665） 同 曽於郡志布志町（注113） 14～16 876,758 14,465 同

（666） 同 曽於郡有明町（注113） 14、15 353,929 3,780 同

（667） 同 肝属郡串良町（注112） 14、15 440,172 3,501 同

（668） 同 肝属郡東串良町 14～16 474,635 10,539 同

（669） 同 肝属郡内之浦町（注114） 14、15 276,636 4,669 同

（670） 同 肝属郡高山町（注114） 14、15 542,950 9,990 同

（671） 同 肝属郡大根占町（注115） 14、15 283,469 3,125 同

（672） 同 肝属郡根占町（注116） 14、15 293,828 3,834 同

（673） 同 肝属郡田代町（注115） 14、15 152,608 2,456 同

（674） 同 肝属郡佐多町（注116） 14、15 232,653 5,508 同

（675） 同 肝属郡錦江町 16 154,381 4,309 同

（676） 同 熊毛郡中種子町 14、15 224,573 6,514 同

（677） 同 熊毛郡南種子町 14、15 177,534 2,586 同

（678） 同 熊毛郡上屋久町（注117） 14、15 216,973 2,202 同

（679） 同 熊毛郡屋久町（注117） 14、15 231,251 3,570 同

（680） 同 大島郡瀬戸内町 14、15 607,361 5,461 同

（注 98） 平成 16年 10月 12日以降は薩摩川内市
（注 99） 平成 17年 10月 11日以降はいちき串木野市
（注 100）平成 18年 3月 20日以降は奄美市
（注 101）平成 17年 11月 7日以降は南さつま市
（注 102）平成 17年 11月 7日以降は霧島市
（注 103）平成 16年 11月 1日以降は鹿児島市
（注 104）平成 19年 12月 1日以降は南九州市
（注 105）平成 18年 1月 1日以降は指宿市
（注 106）平成 17年 5月 1日以降は日置市
（注 107）平成 17年 3月 22日以降は薩摩郡さつま町
（注 108）平成 18年 3月 13日以降は出水市
（注 109）平成 18年 3月 20日以降は出水郡長島町
（注 110）平成 17年 3月 22日以降は姶良郡湧水町
（注 111）平成 17年 7月 1日以降は曽於市
（注 112）平成 18年 1月 1日以降は鹿屋市
（注 113）平成 18年 1月 1日以降は志布志市
（注 114）平成 17年 7月 1日以降は肝属郡肝付町
（注 115）平成 17年 3月 22日以降は肝属郡錦江町
（注 116）平成 17年 3月 31日以降は肝属郡南大隅町
（注 117）平成 19年 10月 1日以降は熊毛郡屋久島町

ウの計 143,016,940 6,490,026

ア、イ、ウの合計 226,448,896 6,842,716

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さ

らに、同省において、通知等により市町村の事務処理の適正化に努めるとともに都道府県の実

績報告等に係る審査等の強化を図る必要があると認められる。
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（681）―

（683）
技能向上対策費補助金の経理において、補助対象経費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定）（項）雇用安定等事業費

部 局 等 厚生労働本省

補 助 の 根 拠 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）

補 助 事 業 者 � 中央職業能力開発協会（事業主体）

� 栃木県、福井県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

� 栃木県職業能力開発協会、福井県職業能力開発協会

補 助 事 業 技能向上対策事業

補助事業の概要 雇用保険の被保険者等の職業能力の開発及び向上を促進するために、

職業訓練、職業能力検定等に関する事業を実施するもの

上記に対する国
庫補助金交付額

� 4,165,256,642円（平成 14年度～18年度）

� 209,353,000円（平成 14年度～17年度）

計 4,374,609,642円

不当と認める国
庫補助金交付額

� 19,497,302円（平成 14年度～18年度）

� 11,854,554円（平成 14年度～17年度）

計 31,351,856円

1 補助金の概要

技能向上対策費補助金（以下「補助金」という。）は、雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）に基

づき、雇用保険の被保険者等の職業能力の開発及び向上を促進するために、中央職業能力開

発協会（以下「中央協会」という。）又は都道府県職業能力開発協会（以下「都道府県協会」とい

う。）が、職業訓練、職業能力検定等に関する事業を実施する場合に、その実施に要する経費

の一部を国が補助するものである。

この補助金の補助対象経費は、役職員の人件費、一般運営費及び当該事業の実施に要する

経費とされている。そして、中央協会に対する補助金の交付額は、役職員の人件費について

は補助対象経費全額、その他の経費については補助対象経費に 2分の 1を乗じて得た額の合

計額とされている。また、都道府県協会に対する補助金の交付額は、�厚生労働省職業能力
開発局長が定める算定基準に基づき算定された額、�都道府県が補助対象経費について負担
した額、�都道府県協会が実施した本件補助事業に係る支出済額から本件補助事業に係る事
業収入及びその他の収入（会費収入及び寄付金収入を除く。）を控除した額に 2分の 1を乗じ

て得た額とを比較して最も少ない額とされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定は適正に行われているかなどに着眼

して、厚生労働本省（以下「本省」という。）、中央協会、 8県
（注 1）

及び 8都道府県協会
（注 2）

におい

て、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、補助対象経費の算定が適

正でないと思われる事態があった場合には、更に本省等に調査及び報告を求めて、その報

告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
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� 検査の結果

検査の結果、中央協会、栃木県職業能力開発協会（以下「栃木県協会」という。）及び福井

県職業能力開発協会（以下「福井県協会」という。）が実施した職業訓練、職業能力検定等に

関する事業に係る補助対象経費が過大に精算されていて、補助金 31,351,856円が不当と認

められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助金の適正な会計経理に対す

る認識が十分でなかったこと、また、栃木、福井両県において、本件補助事業の審査・確

認及び栃木県協会、福井県協会に対する指導がそれぞれ十分でなかったこと、さらに、本

省において、本件補助事業の審査・確認及び中央協会、栃木、福井両県に対する指導が十

分でなかったことなどによると認められる。

これを補助事業者別、間接補助事業者別に示すと次のとおりである。

補助事業
者

間接補助
事業者

補助事業 年 度 補助対象
経費

左に対す
る国庫補
助金

不当と認
める補助
対象経費

不当と認
める国庫
補助金

摘 要

千円 千円 千円 千円

（681）中央職業
能力開発
協 会（事
業主体）

― 技能向上
対策

14～18 5,003,442 4,165,256 38,994 19,497 精算過大

中央協会は、事務所の一部を本件補助事業とは関係のない社団法人 A及び有限会社 B

の 2法人にそれぞれ事務所として使用させていたにもかかわらず、これらの 2法人が負担

すべき事務所借料、共益費、清掃料、電気料金及び電話料金の一部を補助対象経費に含め

ていたり、本件補助事業とは関係のない懇親会に係る飲食費を補助対象経費に含めていた

りしていたため、補助対象経費が計 38,994,610円過大に精算されていた。

したがって、適正な補助対象経費に基づいて補助金を算定すると計 4,145,759,340円と

なり、交付額との差額計 19,497,302円が過大となっていた。
（682）栃 木 県 栃木県職

業能力開
発 協 会
（事業主
体）

技能向上
対策

14～17 475,841 111,972 12,567 5,741 精算過大

栃木県協会は、適正な退職手当積立金の積立額を上回る額の積立金を補助対象経費に含

めていたり、本件補助事業とは関係のない総会開催時の記念品代、叙勲祝賀会祝金等の経

費を補助対象経費に含めていたりなどしていたため、補助対象経費が計 12,567,888円過大

に精算されていた。

したがって、適正な補助対象経費に基づいて補助金を算定すると計 106,230,017円とな

り、交付額との差額計 5,741,983円が過大となっていた。
（683）福 井 県 福井県職

業能力開
発 協 会
（事業主
体）

技能向上
対策

14～17 353,833 97,381 15,578 6,112 精算過大

福井県協会は、本件補助事業とは関係のない懇親会に係る飲食費、総会開催時の記念品

代等の経費を補助対象経費に含めていたり、職員が出張していないのに出張したこととし

て不正に支払った旅費を補助対象経費に含めていたりなどしていたため、補助対象経費が

計 15,578,174円過大に精算されていた。

したがって、適正な補助対象経費に基づいて補助金を算定すると計 91,268,429円とな

り、交付額との差額計 6,112,571円が過大となっていた。

（681）―（683）の計 5,833,118 4,374,609 67,140 31,351
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（注 1） 8県 岩手、宮城、栃木、新潟、石川、福井、島根、広島各県

（注 2） 8都道府県協会 岩手、宮城、栃木、新潟、石川、福井、島根、広島各県職業能力開

発協会

不 正 行 為

（684）―

（712）
職員の不正行為による損害が生じたもの

会 計 名 労働保険特別会計、年金特別会計（平成 18年度以前は、厚生保険特別

会計、国民年金特別会計）

部 局 等 3公共職業安定所、28社会保険事務所等

不正行為期間 昭和 38年 5月～平成 20年 2月

損害金の種類 雇用保険の失業等給付金、厚生年金保険の老齢年金等

損 害 額 45,647,216円

本院は、 3公共職業安定所及び 28社会保険事務所等における不正行為について、会計検

査院法第 27条の規定に基づく厚生労働大臣からの報告及び会計法（昭和 22年法律第 35号）第

42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、 1労働局及び 12社会保険事務局

等
（注 1）

において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して

会計実地検査を行った。

上記の不正行為により損害が生じたものは 29件、損害額で 45,647,216円あり、いずれも

不当と認められる。

このうち、平成 20年 9月末現在で損害の補てんが終わっていないものが 2件、損害額で

18,255,533円（うち補てん済みの額 701,696円）、補てん状況が確認できないものが 1件、損

害額で 669,695円及び損害額のすべてが補てん済みとなっているものが 26件、損害額で

26,721,988円となっている。

この 29件を上記の補てん状況別に分けて示すと、次のとおりである。

部 局 等 不 正 行 為 期 間 損 害 額
年 月 円

ア 平成 20年 9月末現在で損害の補てんが終わっていないもの

（684） 水戸、土浦、常陸鹿
嶋各公共職業安定所

平成 12.19から
19.12まで

15,113,465

本件は、上記の各部局において、厚生労働事務官（平成 13年 1月 5日以前は労働事務官）

蔀某が、雇用保険給付調査官等として雇用保険の給付等の事務に従事中、雇用保険の適用給

付関係業務を処理するシステムの端末装置を使用して、架空の雇用保険被保険者の失業等給

付金の受給資格等決定データの入力を行うなどして、自ら開設した架空の被保険者名義の金

融機関口座等に振り込ませて、失業等給付金計 15,113,465円を領得したものである。

なお、本件損害額については、20年 9月末までに 177,362円が同人から返納されている。

（685） 瀬戸社会保険事務所
及び名古屋西社会保
険事務所

平成 13.12から
20.12まで

3,142,068
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本件は、上記の両部局において、厚生労働事務官（平成 13年 1月 5日以前は厚生事務官、

12年 3月 31日以前は地方事務官）服部某が、年金専門官等として厚生年金保険の被保険者

資格の確認等の事務に従事中、社会保険オンラインシステムの端末装置を使用して、自らの

親族と同姓同名の者の年金記録
（注 2）

を親族の生年月日に改ざんした上、これを親族の年金記録に

不正に統合する手続を行うことにより親族の年金を不正に増額して、親族名義の金融機関口

座に振り込ませて、厚生年金保険の老齢年金等計 3,142,068円を領得したものである。

なお、本件損害額については、20年 9月末までに 524,334円が同人の家族から返納されて

いる。

アの計 2件 18,255,533

イ 平成 20年 9月末現在で補てん状況が確認できないもの

（686） 仙台南社会保険事務
所

昭和 51. 7から
52.12まで

669,695

本件は、上記の部局において、社会保険給付専門官が、政府管掌健康保険の被保険者資格

の確認事務に従事中、虚偽の高額療養費等の請求書を作成するなどして、知人名義の金融機

関口座に振り込ませて、高額療養費等計 669,695円を領得したものである。

なお、本件損害額については、現存する関係書類からは補てん状況が確認できない。

ウ 平成 20年 9月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの

部 局 等 不正行為者の職務 不正行為期間 損害金の
種類

損 害 額 補てん
済み

年月 円 年月

（687） 社会保険庁年金保
険部

業務第二課厚生年
金第三班支払第十
二係長

昭和 60.17から
61.12まで

厚生年金
保険の老
齢年金等
未支給年
金

518,400 61.12

（688） 社会保険庁年金保
険部

業務第二課厚生年
金第三班支払第九
係員

60.19から
60.12まで

厚生年金
保険の遺
族年金未
支給年金

1,599,000 61.12

（689） 社会保険業務セン
ター

業務管理課債権管
理室債権管理第三
係員

平成元.17から
元.11まで

加給年金
等返納金

294,332 2.16

（690） 旭川社会保険事務
所

業務第一課業務第
二係員

昭和 55.19から
56.19まで

出産手当
金等

2,790,584 56.19

（691） 青森県生活福祉部
国民年金課

国民年金課福祉年
金第二係長

62.18から
62.11まで

福祉年金 1,646,000 62.12

（692） 平社会保険事務所 業務第一課適用係
長

44.18から
57.12まで

厚生年金
保険の遺
族年金等

5,012,229 57.13

（693） 埼玉県民生部国民
年金課

国民年金課記録係
員

43.19から
44.18まで

福祉年金 1,167,100 44.11

（694） 日本橋社会保険事
務所及び港社会保
険事務所

社会保険調査官 49.13から
53.19まで

出産手当
金等

2,764,928 53.10

（695） 京橋社会保険事務
所

国民年金業務課長
（収入官吏）

平成 18.10から
8.11まで

国民年金
保険料

648,500 8.12

（696） 大森社会保険事務
所

社会保険調査官 昭和 60.11から
61.12まで

厚生年金
保険の老
齢年金

2,221,680 62.14

（697） 八王子社会保険事
務所

徴収課徴収第二係
長（分任収入官吏）

60.19から
61.14まで

厚生年金
保険料等

541,903 61.15

（698） 石川県厚生部国民
年金課

国民年金課裁定係
員

38.12から
39.12まで

福祉年金 301,200 不明
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部 局 等 不正行為者の職務 不正行為期間 損害金の
種類

損 害 額 補てん
済み

年月 円 年月

（699） 七尾社会保険事務
所

徴収課員 56.17から
56.18まで

出産手当
金等

363,680 56.19

（700） 福井社会保険事務
所

徴収課員 平成 13.19から
13.11まで

健康保険
任意継続
保険料

739,341 14.13

（701） 大月社会保険事務
所

適用指導官（分任
収入官吏）

4.12から
4.14まで

国民年金
保険料

441,600 4.15

（702） 岐阜社会保険事務
所

徴収課収納係長
（分任収入官吏）

昭和 47.11から
49.14まで

返納金等 532,618 49.18

（703） 沼津社会保険事務
所

徴収課徴収係員 42.19から
43.14まで

傷病手当
金等

78,143 44.15

（704） 三重県民生部国民
年金課

国民年金課記録係
長

38.15から
38.18まで

福祉年金 178,000 38.12

（705） 玉出社会保険事務
所

健康保険給付第一
課健康保険給付第
一係員

平成 14.17から
4.18まで

分べん費 960,000 4.10

（706） 奈良県民生部国民
年金課

国民年金課裁定第
一係員

昭和 57.14から
57.11まで

福祉年金 1,794,300 58.12

（707） 鳥取社会保険事務
局鳥取社会保険事
務室

国民年金推進員
（分任収入官吏）

平成 19.15 国民年金
保険料

122,790 19.15

（708） 下関社会保険事務
所

国民年金調査官 12.19から
13.16まで

老齢厚生
年金

358,500 15.10

（709） 福岡県民生部国民
年金課

国民年金課福祉年
金第一係員

昭和 46.10から
46.11まで

福祉年金 569,000 47.11

（710） 唐津社会保険事務
所

適用指導官（分任
収入官吏）

平成元.11から
2.19まで

国民年金
保険料

368,840 2.11

（711） 大分社会保険事務
所

業務第一課員 昭和 46.12から
46.17まで

出産手当
金等

210,320 46.19

（712） 石垣社会保険事務
所

社会保険調査官
（分任収入官吏）

平成 3年頃 厚生年金
保険料等
の延滞金

499,000 5.13

ウの計 26件 26,721,988

ア、イ、ウの計 29件 45,647,216

（なお、「部局等」については、不正行為当時の部局等名を表示している。）

なお、不正行為の発覚後、相当期間が経過しているにもかかわらず、社会保険庁が本院に

対して、会計検査院法に基づく厚生労働大臣（13年 1月 5日以前は厚生大臣）報告等を行っ

ていないものが見受けられたことから、平成 18年度決算検査報告においてその旨を記述し

たところ、同庁は、19年 10月から 20年 8月までの間に、前記のとおり、遅滞していた 26

件を含めた 28件の報告等を行った。

上記 28件の中には、不正行為が年金受給者等の年金記録に影響を及ぼしているものがあ

るが、いずれも年金記録の訂正、回復の措置が執られている。

本院としては、社会保険庁における保険料の徴収及び年金の支給が適正に行われているか

検査するとともに、特に年金受給者等の年金記録に影響を及ぼすおそれのある不正行為の再

発防止策の実施状況等について、引き続き検査していくこととする。

（注 1） 1 労働局及び 12社会保険事務局等 茨城労働局、社会保険庁、北海道、青森、宮

城、福島、埼玉、東京、石川、愛知、大阪、奈良、佐賀各社会保険事務局

（注 2） 年金記録 社会保険庁における国民年金、厚生年金保険等の年金受給者等の氏名、生

年月日、性別、被保険者期間、保険料の納付等に関する記録
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そ の 他

（713）介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）老人医療・介護保険給付諸費

（項）国民健康保険助成費

（項）社会保険国庫負担金

部 局 等 5都県

国の負担の根拠 介護保険法（平成 9年法律第 123号）、健康保険法（大正 11年法律第 70

号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）

実 施 主 体 市 37、区 7、町 14、計 58実施主体

事 業 者 指定通所介護事業者 1、指定通所リハビリテーション事業者 1、指定

介護療養型医療施設 12、計 14事業者

不適切に支払わ
れた介護給付費
に係る介護サー
ビスの種類

通所介護サービス、通所リハビリテーションサービス、介護療養施設

サービス

不適切に支払わ
れた介護給付費
の件数

13,650件（平成 14年度～19年度）

不適切に支払わ
れた介護給付費
の額

177,814,134円（平成 14年度～19年度）

不当と認める国
の負担額

53,784,148円（平成 14年度～19年度）

1 介護給付の概要

� 介護保険

介護保険は、市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）が保険者

となって、市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者及び 40歳以上 65歳未満の医療

保険加入者を被保険者として、被保険者の要介護状態等に関して、必要な保険給付を行う

保険である。

� 介護サービス

被保険者が、介護保険法（平成 9年法律第 123号）に基づく居宅サービス及び施設サービス

（以下、これらを「介護サービス」という。）を受けようとする場合の手続については、次の

とおりとなっている。

� 要介護者又は要支援者（以下「要介護者等」という。）に該当すること及びその該当する

要介護状態区分等について、市町村の認定を受ける。

� 介護支援専門員等に依頼するなどして、介護サービス計画を作成する。

� 介護サービス計画に基づいて、都道府県知事の指定等を受けた居宅サービス事業者又

は介護保険施設（以下、これらを「事業者」という。）において介護サービスを受ける。

� 介護報酬の算定

事業者が介護サービスを提供して請求することができる報酬の額（以下「介護報酬」とい
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う。）は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12年厚生省告示第

19号）及び「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12年厚生省告

示第 21号）（以下、これらを「算定基準」という。）等に基づき、介護サービスの種類ごとに定

められた単位数に単価（10円～10.72円）を乗ずるなどして算定することとなっている。

� 介護給付費

市町村は、要介護者等が事業者から介護サービスの提供を受けたときは、当該事業者に

対して介護報酬の 100分の 90に相当する額（以下「介護給付費」という。）を支払うことと

なっている。

介護給付費の支払手続は、次のとおりとなっている（参考図 1参照）。

（参 考 図 1）

� 介護サービスの提供を行った事業者は、介護給付費等を記載した介護給付費請求書等

（以下「請求書等」という。）を、市町村から介護給付費に係る審査及び支払に関する事務

の委託を受けた国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に送付する。

� 国保連合会は、事業者から送付された請求書等の審査点検を行い、介護給付費を市町

村に請求する。

� 請求を受けた市町村は、金額等を確認の上、国保連合会を通じて事業者に介護給付費

を支払う。

� 国の負担

介護給付費は、100分の 50を公費で、100分の 50を被保険者の保険料でそれぞれ負担

することとなっている（参考図 2参照）。
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（参 考 図 2）

そして、公費負担については、介護保険法に基づき、国が 100分の 25、都道府県及び

市町村がそれぞれ 100分の 12.5（平成 18年度から施設サービス等については国が 100分の

20、都道府県が 100分の 17.5及び市町村が 100分の 12.5）を負担している。

また、国は、健康保険法（大正 11年法律第 70号）及び国民健康保険法（昭和 33年法律第 192

号）に基づき、医療保険者
（注 1）

が社会保険診療報酬支払基金に納付する介護給付費納付金に要

する費用の額の一部を負担している。

（注 1） 医療保険者 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う国、市町村、国民健

康保険組合等

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、介護報酬の算定が適切に行われているかに着眼して、26

都府県において、112事業者に対する介護給付費の支払について、介護給付費の請求に係

る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった

場合には、更に都府県に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法

により検査を行った。

� 不適切な支払の事態

検査の結果、 5都県に所在する 14事業者に対して 12都県の 58市区町が行った 14年度

から 19年度までの間における介護給付費の支払について、13,650件、177,814,134円が適

切でなく、これに対する国の負担額 53,784,148円が不当と認められる。

これらの事態について、介護サービスの種類ごとに示すと次のとおりである。

ア 通所介護サービス及び通所リハビリテーションサービス

指定通所介護事業所又は指定通所リハビリテーション事業所において、要介護者等に

それぞれ通所介護サービス
（注 2）

又は通所リハビリテーションサービス
（注 3）

を提供したときは、算

定基準等によると、 1日のサービスの所要時間の区分（ 3時間以上 4時間未満、 4時間

以上 6時間未満及び 6時間以上 8時間未満）に応じて定められた単位数等により、介護

報酬を算定することとなっている。

しかし、 2事業者は、当該事業所における要介護者等へのサービス提供時間が 6時間

を下回っていたのに、 6時間以上 8時間未満の所要時間の区分で介護報酬を算定してい

た。このため、介護給付費 2,421件、12,770,758円の支払が適切でなく、これに対する

国の負担額 4,053,595円が過大となっていた。
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イ 介護療養施設サービス

指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院又は診療所）において要介護者等に提

供する介護療養施設サービス
（注 4）

については、 1日当たりの単位数が定められている。そし

て、算定基準等によると、医師等の員数が医療法（昭和 23年法律第 205号）等に定められ

ている員数に満たない場合には、その翌月の介護報酬の算定において所定の 1日当たり

の単位数から 85単位（18年 3月までは 75単位）を減算することとなっている。

しかし、12事業者は、医師の員数が医療法等に定められている員数に満たないの

に、上記の減算をしていなかった。このため、介護給付費 11,229件、165,043,376円の

支払が適切でなく、これに対する国の負担額 49,730,553円が過大となっていた。

（注 2） 通所介護サービス 指定通所介護事業所において、在宅の要介護者等に通ってきても

らい行う、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を送る上で必要となる

サービス及び機能訓練

（注 3） 通所リハビリテーションサービス 指定通所リハビリテーション事業所において、在

宅の要介護者等に通ってきてもらい、計画的な医学的管理の下に行う理学療法、作

業療法等

（注 4） 介護療養施設サービス 指定介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に

対する療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓

練その他必要な医療

このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等に対する認識が十分で

なく介護報酬の算定が適切でなかったのに市区町において審査点検が十分でなかったこ

と、都県において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを都県別に示すと次のとおりである。

都 県 名 実施主体
（事業者数）

年 度 不適切に支払
われた介護給
付費の件数

不適切に支払
われた介護給
付費

不当と認める
国の負担額

摘 要

件 千円 千円

栃 木 県 宇都宮市等
8市町�

17～19 1,028
969

5,574
18,737

1,837
5,525

ア
イ

千 葉 県 千葉市等 26
市区町�

15～19 4,813 61,050 17,397 イ

東 京 都 大 田 区 � 17～19 1,393 7,196 2,216 ア

広 島 県 広島市等 22
市町�

14～19 5,182 79,609 25,000 イ

長 崎 県 五島市等 2
市町�

18～19 265 5,645 1,807 イ

計 58市区町� 14～19 13,650 177,814 53,784

注� 計欄の実施主体数は、都県の間で実施主体が重複することがあるため、各都県の実施主体

数を合計したものとは符合しない。

注� 摘要欄のア、イは、本文の不適切な支払の事態の介護サービスの種類に対応している。

上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところである

が、さらに、同省において、都道府県等に対して事業者に対する指導を徹底させるな

ど、介護保険の適正な運営が図られるよう技術的助言を行う必要があると認められる。
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意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 生活保護事業の実施において、詐取等を防止するため、事業主体における内部統制を

十分機能させることなどにより保護費の支給事務等を適正に実施させるとともに、詐

取等に係る事案の把握体制や負担金の精算方法等について整備するよう適宜の処置を

要求し及び是正改善の処置を求めたもの

�
�
�

�
�
�

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）生活保護費

平成 11年度以前は、

（組織）厚生本省 （項）生活保護費

部 局 等 厚生労働本省（平成 13年 1月 5日以前は厚生本省）、30都道府県

国庫負担の根拠 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

国庫負担対象事
業

生活保護事業

国庫負担対象事
業の概要

生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するために、その困

窮の程度に応じて必要な保護を行うもの

内部統制が十分
に機能していな
い福祉事務所数

30都道府県 173事業主体の 210福祉事務所

平成 14年度か
ら 19年度まで
の間に詐取等の
事態が発覚した
福祉事務所数

19都道府県 35事業主体の 43福祉事務所

上記の詐取等に
係る国庫負担対
象事業費等

2億 0566万余円（平成 9年度～19年度）

上記に係る国庫
負担金相当額

1億 4237万円

【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】

生活保護事業の実施における詐取等の事態の防止について

（平成 20年 10月 31日付け 厚生労働大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求し及び

是正改善の処置を求める。

記

1 事業の概要

� 制度の概要

生活保護は、生活保護法（昭和 25年法律第 144号。以下「法」という。）等に基づき、生活に

困窮するすべての者に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度

の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として行われるものである。

そして、保護は、その内容によって、生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助等の 8

種類に分けられており、これらの保護費は金銭給付又は現物給付により支給されている。

� 負担金の概要

貴省は、法等に基づき、都道府県又は市町村（特別区を含む。以下「事業主体」という。）
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が保護を受ける者（以下「被保護者」という。）に支弁した保護費及び事業主体の事務経費（以

下、両者を合わせて「費用の額」という。）の一部について、生活保護費負担金（以下「負担

金」という。）を交付しており、全国における負担金の交付額は平成 18年度で 2兆 0040億

余円、19年度で 1兆 9798億余円に上っている。

負担金の各事業主体に対する交付額は、「生活保護の国庫負担金の取り扱いについて」

（昭和 44年厚生省社第 169号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。）により、次により算

定することとなっている。

すなわち、事業主体において、当該年度に調査、決定した返還金等
（注 1）

の額等（以下「返還金

等の調定額」という。）を費用の額から控除して、これに過年度の返還金等の調定額に係る

不納欠損額を加えて国庫負担対象事業費を算出する。そして、これに国庫負担率を乗じて

負担金の交付額を算定する。

費用の額 － 返還金等の調定額 ＋ 不納欠損額 ＝ 国庫負担対象事業費

国庫負担対象事業費 × 国庫負担率（ 3／ 4） ＝ 負担金の交付額

（注 1） 返還金等 事業主体は、被保護者が急迫の場合などにおいて資力があるにもかかわら

ず保護を受けたときは、法第 63条に基づき返還金として、また、被保護者が不実

の申請により保護を受けたときなどにおいては、法第 78条に基づいて徴収金とし

て、その保護費の全部又は一部について徴収することができるなどとなっている。

� 保護の実施体制

生活保護業務の実施機関である都道府県知事又は市町村長（特別区の長を含む。）は、社

会福祉法（昭和 26年法律第 45号）に規定する福祉に関する事務所等（以下「福祉事務所」とい

う。）の長に対して保護の決定及び実施に関する事務を委任することができることとなって

いる。

そして、福祉事務所には、福祉事務所長、保護担当の管理者等（以下、合わせて「管理

者」という。）のほか、管理者の指揮監督を受けて、現業業務の指導監督を行う所員（以下

「査察指導員」という。）、現業を担当する所員（以下「現業員」という。）及び事務を行う所員

を置くこととなっている。

これらの所員の主な業務は次のとおりとなっている。

ア 査察指導員は、保護の決定及び実施に係る現業員による事務処理について審査を行

い、現業員に対して現業活動の実施上の助言、指導を行うなどの指導監督を行う。

イ 現業員は、保護の決定及び実施に係る調査等の事務処理を行い、保護決定の手続、保

護を受ける世帯（以下「被保護世帯」という。）の指導援助等を行う。

ウ 事務を行う所員は、保護費の支給事務等庶務的な事務を行う。

� 保護の決定及び実施等

保護の決定、実施等に関する事務は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）の規定に基づく

法定受託事務
（注 2）

として行われており、貴省及び都道府県は、市町村の法定受託事務の処理に

ついて、指導監査、技術的助言等を行うことができることとなっている。そして、貴省

は、指導監査、技術的助言等の一環として、保護費に関する経理事務処理上の事故防止を
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図るために、「生活保護法施行事務監査の実施について」（平成 12年社援第 2393号厚生省社

会・援護局長通知）等において監査事項を定めている。その中には、事業主体が保護に係る

現金及び物品の支給等の事務処理について定期的又は随時に関係帳簿等との照合及び金

額、数量の点検を行うこと、税務担当官署の協力を得て、被保護者に対する課税状況の調

査（以下「課税調査」という。）を毎年実施して収入状況を把握すること、現業員による現金

の取扱いについては、真にやむを得ない場合に限るものとして、取扱いに当たっては複数

の職員で行うなどの体制を執ることなどが挙げられている。

（注 2） 法定受託事務 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市区町村が処理すること

とされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてそ

の適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令で定

めるもの

� 保護費の支給方法の事務処理

保護の実施に関する事務のうち、保護費の支給方法の事務処理については、おおむね次

のように行われている。

� 福祉事務所の現業員は、被保護世帯からの申請、届出等に基づいて、電算システムに

被保護世帯の収入・支出等を入力して保護費等の算定額等を取りまとめた調書（以下「保

護決定調書」という。）及び被保護者に支給する保護費の内訳等を記載した通知（以下「保

護決定通知書」という。）を作成して、管理者の決裁を受ける。

保護費は、被保護世帯を単位として算定される生活費の額から被保護世帯における就

労収入、年金受給額等を基に収入として認定（以下「収入認定」という。）される額を控除

するなどして算定することとなっている。

� 事務を行う所員のうち、保護費の支給事務等を行う所員（以下「出納担当」という。）

は、保護決定調書に基づいて支出の決裁を受けて、保護費を支給する。あわせて、現業

員が作成した保護決定通知書を被保護世帯に送付する。

� 上記�及び�の事務処理は、被保護世帯の生計の状況の変動により、保護費に変更が
生じたときも同様に行うこととなっている。そして、福祉事務所は、被保護世帯におけ

る金銭収入について、課税調査等を毎年実施して収入状況を把握することとなってい

る。

� 保護費の被保護者への金銭の支給方法は、被保護者名義の金融機関の口座への振込み

（以下「口座払い」という。）や福祉事務所窓口での支払（以下「窓口払い」という。）がある

が、他の支給方法として、被保護者が窓口で保護費を受領することができない場合に、

例外として、現金書留等により被保護者に保護費を送付する方法等もある。また、これ

らの金銭の支給は毎月定例日（以下、この支給を「定例支給」という。）又はこれ以外に必

要に応じて随時（以下、この支給を「随時支給」という。）になされている。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

近年、生活保護の被保護者数は年々増加しており、これに伴い負担金の交付額も増加して

いることを背景に、生活保護制度の適正な運営が求められているが、一方で、福祉事務所職

員が多額の保護費を詐取、領得又は亡失するなどの事態が発生している。

そこで、本院は、合規性等の観点から、保護費の詐取、領得、亡失等が発生した福祉事務
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所における再発防止対策は適切に執られているか、再発防止対策として他に追加すべきもの

はないか、また、その他の福祉事務所においても、生活保護業務について事務処理が適正に

行われているか、点検体制等が機能しているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、30都道府県
（注 3）

における 173事業主体の 212福祉事務所において会計実地検査を行

い、次のとおり、それぞれ負担金の事業実績報告書等の書類により検査した。

� 14年度から 19年度までの間に現業員、出納担当等による保護費の詐取、領得、事務け

怠（事務処理を怠って保護費を過大に支給するなどしていたもののうち、懲戒処分を受け

たものをいう。以下同じ。）及び亡失（以下、これらを合わせて「現業員等による詐取等」と

いう。）が発覚した 19都道府県
（注 4）

35事業主体の 43福祉事務所において、事態の発生の要因

は何か、再発防止対策が適切に行われているか。

� 現業員等による詐取等の発生していない 25都道府県
（注 5）

147事業主体の 169福祉事務所に

おいて、現業員等による詐取等が発覚した福祉事務所で事態の発生の要因となった事務処

理等が行われていないか。

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり、30都道府県における 173事業主体の 210福祉事務所にお

いて、内部統制が十分に機能していないなどの事態が見受けられた。

� 現業員等による詐取等が発覚した 43福祉事務所（19都道府県 35事業主体）における事

態の発生の要因、再発防止対策の実施状況等

ア 現業員等による詐取等の発生状況、態様等

19都道府県の 35事業主体の 43福祉事務所において、現業員等による詐取等が 46

件、計 2億 0566万余円（負担金相当額 1億 4237万余円）見受けられており、現業員等に

よる詐取等が毎年度発覚している状況となっている。

また、現業員等による詐取等に係る金品の種類は、保護費、返還金等、被保護者等か

らの申出により預かった保護費等の金品（以下「預り金」という。）等となっている。

そして、現業員等による詐取等の態様別に件数及び金額の構成比をみると、次表のと

おりであり、詐取・領得が件数で 56.5％、金額で 72.0％となっている。

表 現業員等による詐取等の態様別件数、金額等

態 様 件 数 構成比 金 額
（千円） 構成比

負担金
相当額
（千円）

詐取
・
領得

保護費、返還金等 20 43.4％ 135,580 65.9％ 101,068

預り金等 6 13.0％ 12,678 6.1％ 949

計 26 56.5％ 148,258 72.0％ 102,018

事務け怠 14 30.4％ 49,575 24.1％ 36,517

亡 失 6 13.0％ 7,830 3.8％ 3,835

合 計 46 100.0％ 205,664 100.0％ 142,371

（注） 事案の態様は、 1件の事案につき複数の態様がある場合は金額の大きい方で
整理している。また、被保護者からの預り金等の金額については公金でなく負
担金相当額の計算対象とはならないために、負担金相当額は詐取等の金額に国
庫負担率を乗じて得た額と一致しない場合がある。
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また、現業員等による詐取等の期間及びこれらに係る金額についてみると 2年以上の

ものが 15件（32.6％）1億 5189万余円（73.9％）に上っており、このうち 5年以上のもの

が 2件（4.3％）4968万余円（24.1％）となっていて、詐取等が長期にわたり行われている

ものが見受けられる。また、事態が長期化することにより金額も多額となっている。

イ 詐取等の発覚の端緒及び発生場所

現業員等による詐取等の発覚の端緒についてみると、46件のうち内部監査、内部点

検による発見によるものなど福祉事務所が調査した結果判明したものは 16件にとどま

り、人事異動に伴う引継ぎによる発見によるものが 13件、被保護者等からの問い合わ

せによる発見によるものが 12件等となっている。また、現業員等による詐取等の発生

場所についてみると、福祉事務所内が 39件を占めている。

ウ 現業員等による詐取等の事態の要因と事業主体における再発防止対策

各福祉事務所が挙げている現業員等による詐取等が生じた要因を、現業員による現金

の取扱いに関する不備、査察指導員による現業活動の把握や課税調査の進行管理等に関

する不備及び福祉事務所の管理体制に関する不備の 3種類に大別して、それぞれの要因

に係る各福祉事務所における事務処理上の不備及びそれに対処するための再発防止対策

を示すと、次のとおりとなっている。

� 現業員による現金の取扱いに関する不備

現業員による現金の取扱いについては、真にやむを得ない場合に限られており、そ

の取扱いについては複数体制で実施することなどとなっているが、次のような事務処

理上の不備が見受けられた。

� 現業員が単独で現金を取り扱っていたもの（19福祉事務所）

� 現業員が福祉事務所の内部規程等に違反して保護費、返還金等を現金で取り扱っ

ていたもの（24福祉事務所）

� 現業員が例外として保護費、預り金等を被保護者との間で受け渡しする場合に、

その取扱基準が明確になっていなかったもの（10福祉事務所）

上記の不備に対処するための再発防止対策のうち、主なものは、現金の取扱いを複

数の現業員等で行う体制の実施（23福祉事務所）、現業員の不必要な現金の取扱いの

禁止（20福祉事務所）、現金の取扱基準の明確化（18福祉事務所）等となっている。

� 査察指導員による現業活動の把握や課税調査の進行管理等に関する不備

前記のとおり、査察指導員は、現業員の事務処理の審査や現業員に対する現業活動

の助言、指導を行うこととされているが、次のような事務処理上の不備が見受けられ

た。

� 査察指導員が、現業員による被保護世帯の生活指導等の現業活動について十分把

握していなかったもの（22福祉事務所）

� 現業員による被保護世帯の課税調査結果に対する点検等について、進ちょく管理

が十分でなかったもの（14福祉事務所）

上記の不備に対処するための再発防止対策のうち、主なものは、査察指導員による

点検体制の強化（17福祉事務所）、査察指導台帳の整備・活用（13福祉事務所）、査察

指導員によるケース記録の点検強化（ 9福祉事務所）、事務処理の早期化（ 7福祉事務

所）等となっている。
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� 福祉事務所の管理体制等に関する不備

福祉事務所の管理体制等に関する不備は、多岐にわたっているが、主なものを挙げ

ると次のとおりである。

� 現業員の担当期間が長期にわたっていたもの（ 5福祉事務所）

� 金庫の管理や保管方法が適切でなかったもの（ 8福祉事務所）

� 請求書等の審査、出納担当の点検等が十分でなかったもの（ 6福祉事務所）

上記の不備に対処するための再発防止対策のうち、主なものは、現業員の担当期間

の見直し（ 5福祉事務所）、金庫の管理の徹底（ 7福祉事務所）、出納担当の点検体制の

整備、請求書等の審査の強化（ 8福祉事務所）等となっている。

上記のように、詐取等が発生した要因は、保護費の支給等の基本的な事務処理につ

いて、事業主体においてあらかじめ内部規程等で定めていた正規の事務処理がなされ

ていなかったこと、現業員等が行うべき事務の範囲や決裁権者等が内部規程等で明確

に示されていないなど、点検体制、相互けん制等の内部統制が十分に確立できていな

かったことなどがある。

上記の 43福祉事務所における詐取等の事態が生じた要因は、�に後述するよう
に、現業員等による詐取等が発生していない福祉事務所の保護費の支給事務等におい

ても同様に見受けられた。

そして、各福祉事務所において執られた再発防止対策は、基本的な事務処理の再度

の周知徹底や、事務処理体制の整備・強化等となっており、主として、それぞれ詐取

等の発生の要因に対応した直接的な再発防止対策を執ったものとなっている。

エ 現業員等による詐取等が発生した福祉事務所において、追加する必要があると認めら

れる再発防止対策等

上記ウのように、現業員等による詐取等の発生した福祉事務所は、主として、事態の

直接的な発生の要因に対応した再発防止対策を実施していたが、詐取等が発生しにくい

客観的環境を整備することや、事態の長期化を防止するための基本的な再発防止対策が

十分に執られていないことから、次のような事項について追加する必要があると認めら

れる。

� 保護費の支払方法の見直し

各福祉事務所における保護費の定例支給の支払方法についてみると、口座払いが平

均 83％、窓口払いが平均 13％となっているが、被保護者が希望していること、被保

護者の居住地の近辺に金融機関がないこと、現業員が被保護者と面談するなどの必要

があることなどの理由により、窓口払いの割合が 40％以上と高くなっている福祉事

務所も 6福祉事務所見受けられた。

また、保護費の随時支給については、事務処理の都合上被保護者の振込口座の有無

にかかわらず窓口払いとすることが多く、窓口払いが平均 55％となっていて、窓口

払いの割合が 80％以上の福祉事務所も 16福祉事務所見受けられた。

しかし、前記のとおり現業員の現金の取扱いは真にやむを得ない場合に限るとされ

ており、また、現業員等の詐取等のうち保護費及び返還金等の詐取、領得又は亡失が

あった 26件において、窓口払いの際の現金の取扱いの過程で発生しているものが 17

件と多い状況となっている。
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したがって、窓口払いすなわち現金払そのものを減少させるために、被保護者に支

障があるなどの場合を除き口座払いとするなど支払方法の取扱いについて見直す必要

があると認められる。

� 保護決定通知書の被保護者への確実な送付

前記のとおり、法等に基づいて、福祉事務所は保護決定通知書を保護費の変更の都

度被保護者に送付しなければならないとされている。しかし、16福祉事務所におい

ては、保護決定通知書の送付業務を現業員任せにしていて十分な点検等を行っていな

かったことなどから、保護決定通知書が被保護者に送付されておらず、受領すべき保

護費が被保護者に通知されていないために、被保護者が受領した金額と福祉事務所が

支給した金額が相違していても、被保護者及び福祉事務所が長期にわたり気付かない

おそれがある事態となっていた。

したがって、保護決定通知書を被保護者に確実に送付することが保護費の適正な支

給及び詐取等の長期化防止のために必要であるが、会計実地検査時においても、保護

決定通知書の確実な送付について、対策が十分執られていない状況が見受けられたこ

とから、その事務処理の方法を見直す必要があると認められる。

� 被保護者等からの保護費、返還金等に関する問い合わせの受付体制の整備

詐取等の発見の端緒の一つとして被保護者等からの問い合わせが挙げられるが、そ

の受付体制の整備状況についてみると、33福祉事務所は整備しているとしていた

が、問い合わせの取扱いについて内部規程等で定めているのは 1福祉事務所にとど

まっている。そして、このような問い合わせの受付体制の整備については各福祉事務

所の再発防止対策には入っていなかった。したがって、被保護者等からの問い合わせ

に対する受付体制等の事務処理について整備する必要があると認められる。

オ 現業員等による詐取等の事態の事例

保護費の現業員等による詐取等の事態の内容、福祉事務所における事務処理上の不備

及び再発防止対策について、態様別に事例を示すと次のとおりである。

� 現業員等が保護費等を詐取したもの

＜事例 1＞

A福祉事務所の現業員 Bは、平成 12年 11月から 18年 3月までの間に、保護費

の随時支給等に当たり、水増しした保護費を電算システムに入力していた。そし

て、保護決定調書及び保護決定通知書の出力は行わず、保護決定調書の決裁を受け

ていなかった。

しかし、同福祉事務所の電算システムは、現業員が保護費をシステムに入力する

と保護費の被保護者別の支給台帳が自動的に作成されるシステムとなっており、出

納担当は、保護決定調書に基づかずに現業員 Bから提出された架空の支給一覧表

により支給台帳を審査していたために、保護費が水増しされていることに気が付か

ないまま管理者の決裁を受けていた。

その後、現業員 Bは保護費を自ら被保護者宅に届けるなどと出納担当に説明し

て現金を受領したが、被保護者には届けずに、関係書類には自らが用意した印鑑等

により受領印を押印して出納担当に提出して、保護費計 41,528,471円を詐取するな

どしていた。
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なお、上記の損害額は、現業員 Bの家族から同福祉事務所に全額返納されてい

る。

このように、A福祉事務所において長期にわたり保護費の詐取を発見できなかっ

た事務処理上の不備としては、次のような点が挙げられる。

� 現業員が保護決定調書について管理者の決裁を受けることなく、電算システム

により自動的に作成される支給台帳等に基づいて保護費の支給ができることに

なっていたこと

� 保護費の支給に当たり、出納担当が保護決定調書と支給台帳との突合を行うこ

とになっていなかったこと

� 窓口払いにおける保護費の授受の方法等について、取扱基準等を明確に定めて

いなかったこと

上記の不備に対処するために、同福祉事務所は次のような再発防止対策を執って

いるが、被保護世帯に対する保護決定通知書についての事務処理については引き続

き現業員が発送業務に携わっており、また、発送漏れがないかの点検も行われてお

らず、再発防止対策が十分ではないと認められた。

� 電算システムを改修して、点検機能の強化を行うことにより、架空データの入

力を行えないこととした。

� 保護決定調書と支給台帳等との突合を出納担当、査察指導員等が行うことにし

た。

� 出納担当が事故等により保護費が支給できない場合で、単身の被保護者が入院

しており、医療機関等で保護費の取扱いができない場合等、真にやむを得ない場

合以外は、現業員が現金を取り扱えないよう内部規程を改めて、現金管理の厳正

化を図った。

� 現業員が被保護者から預かった返還金等を領得したもの

＜事例 2＞

C福祉事務所の現業員 Dは、平成 14年 3月から 17年 8月までの間に、被保護

世帯 Eが受給した老齢基礎年金計 6,292,853円を返還金として預かったが、返還手

続を行わずに領得していた。また、担当する他の被保護世帯についても同様の事態

等があり、領得するなどした額の合計は 6,598,420円となっていた。

なお、上記の損害額のうち、6,576,620円については事態発生後に現業員 Dを通

して同福祉事務所に返納されているが、残り 21,800円については補てんが終わっ

ていない。

このように、C福祉事務所において長期にわたり返還金の領得を発見できなかっ

た事務処理上の不備としては、次のような点が挙げられる。

� 返還金等の納付について、返還決定が行われるまで被保護者に現金を持たせて

いると消費してしまうおそれがあるなどの場合に、現業員が現金を預かることを

認めていたこと

� 課税調査により老齢基礎年金の受給について把握していたのに、これに係る収

入認定、返還等の現業員の事務処理に関して査察指導員が進行管理を十分行って

いなかったこと
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上記の不備に対処するために、同福祉事務所は次のような再発防止対策を執って

いるが、上記�の事例と同様に、保護決定通知書の被保護者への確実な送付に対す
る再発防止対策は執られていなかった。

� 返還金を緊急に受入処理する必要がある場合の取扱いに関して内部規程を定め

て、現業員は現金を取り扱わないこととして、出納担当が複数で返還金等の出納

事務を行う取扱いとした。

� 月 2回査察指導員会議を行い、査察指導員相互で適切な事務処理が行われてい

るか点検を行うこととした。

� 現業員の事務け怠により保護費が過大に支給されたもの又は支給されなかったもの

＜事例 3＞

F福祉事務所の現業員 Gは、平成 17年 4月から 19年 10月までの間、年金等の

収入認定の事務処理を行っていなかったために保護費が過大に支給されていたり、

医療扶助のうちの通院に伴う交通費の支給に係る事務処理等を行っていなかったた

めに保護費が支給されていなかったりなどしていた。このため、25世帯に対する

保護費 25件、計 7,252,595円が過大に支給されていて、58世帯に対する保護費 190

件、計 2,800,111円が支給されていなかった。

このように、F福祉事務所において長期にわたり事務け怠を発見できなかった事

務処理上の不備としては、現業員 Gが生活保護に精通していて信頼感があるとし

て、査察指導員が査察指導を十分行わずに現業員任せにしていたことが挙げられ

る。

上記の不備に対処するために、同福祉事務所は次のような再発防止対策を執って

いる。

� すべての被保護世帯について年 2回査察指導員等による点検を行い、適正な事

務処理が行われているか確認を行うこととした。

� 査察指導員が保護費の支給決定に関する事務処理の状況について点検を行うこ

とで事務処理の遅延の有無を確認することとした。

� 現業員等による詐取等が発生していない福祉事務所における保護費等の事務処理の実施

状況等

現業員等による詐取等が発生していない 169福祉事務所においても、現業員等による詐

取等が発生した 43福祉事務所と同種の事態が発生しないようにすることが重要であるこ

とから、前記の詐取等の事態の要因及び再発防止対策を踏まえて、各福祉事務所における

保護費等の事務処理の実施状況について検査した。その結果、25都道府県 146事業主体

の 167福祉事務所において、次のとおり、現業員等による詐取等が発生した福祉事務所と

同様の事務処理上の不備が見受けられており、上記�と同様に、内部統制が十分に確立さ
れていないなどの状況となっていると認められた。

ア 現業員による現金の取扱いに関する不備

� 現業員が単独で現金を取り扱っているもの（22福祉事務所）

� 現業員が複数で現金を取り扱うことにしているが、その取扱いに係る内部規程等が

整備されていないもの（116福祉事務所）

� 現業員が例外として保護費、預り金等を被保護者との間で受け渡しする場合に、そ

の取扱基準が明確になっていないもの（52福祉事務所）
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イ 査察指導員による現業活動の把握や課税調査の進行管理等に関する不備

� 査察指導員が現業員による被保護世帯の生活指導等の現業活動について十分把握す

るための査察指導台帳が作成されていなかったり、記録が十分でなかったりなどして

いるもの（107福祉事務所）

� 現業員による被保護世帯の課税調査結果に対する点検等について、査察指導員が課

税調査の状況を書類により管理していなかったり、課税調査の漏れに対する点検を

行っていなかったりなど、査察指導員の進ちょく管理が十分でないもの（98福祉事務

所）

ウ 福祉事務所の管理体制等に関する不備

� 内部統制上、保護担当の在籍期間や担当地区の担当期間の限度を決めることが重要

であるが、これらを定めず、現業員の担当地区の担当期間が 3年以上となる現業員が

いるもの（47福祉事務所）

� 金庫の管理や保管方法が適切でないもの（72福祉事務所）

エ 保護費の支払方法及び保護決定通知書の送付状況等

� 保護費の支払方法の検討

a 定例支給の窓口払いの割合が 40％以上となっている又は随時支給の窓口払いの

割合が 80％以上となっているもの（定例支給 35福祉事務所、随時支給 54福祉事務

所）

b 保護費の支払の窓口払いを継続することの必要性について査察指導員による点検

がなされておらず、窓口払いから口座払いへの切り替えの検討が十分でないもの

（60福祉事務所）

� 保護決定通知書の被保護者への確実な送付

被保護者に対して保護費支給額等を通知する保護決定通知書の送付について、送付

事務を現業員任せにしているなど被保護者に確実に送付される体制になっておらず、

事後的な点検もなされていないもの（109福祉事務所）

� 問い合わせに対する受付体制

問い合わせに対する受付体制を整備していないもの（33福祉事務所）

� 貴省における指導監査の実施、現業員等による詐取等の事案の把握及び負担金の精算に

ついて

ア 貴省における事業主体に対する監査の実施状況

貴省は、毎年すべての都道府県・政令指定都市が実施した福祉事務所の指導監査の状

況を監査するとともに、自らも一部の福祉事務所を抽出して監査を実施している。そし

て、貴省及び都道府県等による監査結果についてみると、課税調査の不備、組織的な運

営管理上の問題点、自主的な内部点検の実施及び活用、査察機能の充実等について指摘

している。

しかし、前記のように、現業員等による詐取等の要因となった事務処理上の不備が、

詐取等が発生していない福祉事務所についても多数見受けられることなどから、詐取等

の発生した福祉事務所において再発防止対策として実施した事務処理体制の整備が詐取

等の発生していない福祉事務所においても実施されているか、詐取等が発生しにくい環

境の整備や事態の長期化の防止を図るための体制整備がなされているかなどの指導監査

についても一層強化する必要があると認められる。
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イ 現業員等による詐取等の事案に係る貴省の把握

貴省は、現業員等による詐取等については、主として、都道府県等に対する監査にお

いて資料を提出させることにより把握している。一方、現業員等による詐取等が発覚し

た場合の都道府県等からの報告については定めたものはなく、貴省に対して発覚時に報

告を行うか否かについては都道府県等の判断に任されており、貴省に対して迅速な報告

が行われていないものが見受けられた。

しかし、現業員等による詐取等について、貴省に対して発覚時に迅速な報告が必ずし

も行われていない事態は、詐取等の要因の分析、他の福祉事務所における再発防止対策

の実施等が遅延することとなり適切とは認められない。

したがって、貴省において、報告基準を明示するなどして、現業員等による詐取等が

発生した場合には、都道府県等より直ちに報告を受けることとする必要があると認めら

れる。

ウ 現業員等による詐取等に係る保護費等の負担金の精算について

前記の 35事業主体において、現業員等による詐取等に係る保護費等の負担金の精算

状況は次のとおりとなっていた。

� 現業員等による詐取等に係る保護費等の負担金の精算方法が適切でないもの

前記 35事業主体のうち、25事業主体においては、計 1億 5352万余円の負担金の

精算に当たり、現業員等による詐取等に係る保護費等の負担金の精算の具体的な方法

について交付要綱等に明示されていなかったことから、他の返還金等の調定額と区別

せずに精算していた。

しかし、上記の精算方法は次のような点から適切でないと認められる。

� 計上された返還金等の調定額 1億 5352万余円は、いずれも事業主体の職員の違

法行為等により生じているものである。

� 詐取等に係る保護費等の損害が補てんされずに、上記の返還金等の調定額につい

て不納欠損処理が行われた場合には、現在の負担金の精算方法では、不納欠損額に

計上されて、最終的に国がその額の 4分の 3を負担することになる。

なお、上記のうち 2事業主体 4408万余円（負担金相当額 3306万余円）の損害が現

業員等から事業主体に対して補てんされていない。

したがって、詐取等に係る保護費等の負担金の精算に当たっては、詐取等に係る保

護費等が国庫負担の対象とならないように、事業主体において返還金等の調定額に計

上しつつ不納欠損額に計上しないなどの精算方法を採ることを明確にすべきであると

認められる。

� 現業員等による詐取等に係る保護費等の精算が速やかに行われていないもの

4事業主体における現業員等による詐取等に係る保護費等 442万余円（負担金相当

額 331万余円）については、現業員等の事務け怠等により支給が過大となっていたも

のなどであり、負担金の精算において保護費から減額する必要があるのに、事実関係

の確認等で時間を要したなどのため、精算が速やかに行われていないものが見受けら

れた。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 352 ―



（是正及び是正改善を必要とする事態）

事業主体において、保護費の支給事務等について内部統制が十分に機能していなかったこ

となどにより適正な事務処理が行われずに、現業員等による詐取等が生じていて、その再発

防止対策についても必ずしも十分に執られていない事態は適切とは認められない。また、現

業員等による詐取等の事態が生じていない福祉事務所においても、現業員等による詐取等が

発生した福祉事務所と同様に、適正とは認められない事務処理が行われている事態は適切と

は認められない。さらに、貴省において、現業員等による詐取等について直ちに報告を受け

る体制が執られていなかったり、負担金の算定に当たり、現業員等による詐取等に係る保護

費等が国庫負担の対象とならないよう明確にしていなかったりなどしている事態は適切とは

認められず、是正及び是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のようなことなどによるものと認められる。

ア 事業主体において、

� 保護業務を行う現業員と保護費の出納を行う出納担当との相互けん制、査察指導員に

よる現業員の現業活動や課税調査等に対する点検等の内部統制が十分執られていないこ

と、また、被保護者に対する保護決定通知書の確実な送付、被保護者からの問い合わせ

などに係る事務処理体制等が十分に整備されていないこと

� 窓口払いの縮減及び現業員による現金の取扱いに係る事務処理の見直しが十分行われ

ていないこと

イ 貴省において、

� 保護業務を行う現業員と保護費の出納を行う出納担当との相互けん制、出納部門によ

る保護費の金銭の管理及び査察指導員の点検体制が機能するよう、内部統制に関する技

術的助言を十分行ってきていないこと

� 現業員等による詐取等が生じた場合の事業主体から貴省に対する報告基準及び当該保

護費に係る負担金の精算方法について、その具体的な取扱いを明確にしていないこと

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

前記のとおり、これまで貴省は生活保護事業の実施に当たり、各種通知を発するととも

に、研修・指導による事務の改善等を行ってきているところであるが、保護費の詐取等の防

止等のために、事業主体における相互けん制等の内部統制を十分機能させることにより、保

護費の支給事務等を法令等に従って適正に実施させるとともに、詐取等に係る事案の把握体

制や当該保護費等の負担金の精算方法等について整備するよう、次のとおり是正の処置を要

求し及び是正改善の処置を求める。

ア 事業主体に対して次のような技術的助言を行うこと

� 福祉事務所における保護費の支給等の事務処理に関して、管理者、出納担当、査察指

導員及び現業員が自ら行うべき事務の範囲、決裁権者等を内部規程等の文書により明確

にして徹底を図ること、また、福祉事務所において、現業員の現金取扱いに関する事

項、現業活動の把握、課税調査の進行管理、保護決定通知書の送付等の各点検項目を明

確にすること
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� 窓口払いが行われている福祉事務所について、防犯上等のために窓口払いの必要性に

ついて検討して、窓口払いの縮減に努めること、また、現業員の出納業務への関与を縮

減するよう事務処理の方法について見直しを行うこと

イ 貴省、都道府県等が実施する指導監査の際に、保護費の支給事務等における内部統制の

実施状況を確認して、福祉事務所に対して指導を徹底すること

ウ 詐取等の事案の発生状況を直ちに把握する体制を整備するとともに、全国会議等の場に

おいて、法令等の理解及び遵守に対する認識の徹底に加えて再発防止対策が十分執られて

いると認められる優良事例を取り上げるなどして、事案の要因、再発防止対策等を紹介す

ること

エ 負担金の精算に当たり、速やかに精算を行うよう指導するとともに、詐取等に係る保護

費、返還金等が国庫負担の対象とならないように、返還金等の調定額に計上しつつ、不納

欠損額に計上しないなどの精算方法を採ることを交付要綱等で明示すること

（注 3） 30都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃

木、千葉、神奈川、富山、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、

岡山、広島、山口、徳島、香川、福岡、熊本、大分、鹿児島各県

（注 4） 19都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、宮城、福島、千葉、神奈川、愛知、

三重、滋賀、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、福岡、熊本各県

（注 5） 25都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、山形、福島、栃木、千

葉、神奈川、富山、岐阜、静岡、滋賀、和歌山、鳥取、岡山、山口、徳島、香川、

福岡、熊本、大分、鹿児島各県

（ 2） 介護保険における財政安定化基金を適切な基金規模に保つため、都道府県が基金の一

部を拠出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制

度に改めるよう改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）老人医療・介護保険給付諸費

部 局 等 厚生労働本省

国の負担の根拠 介護保険法（平成 9年法律第 123号）

事 業 主 体 24都道府県

国庫負担対象事
業

介護保険の財政の安定化に資する事業

財政安定化基金
の概要

市町村が通常の努力を行ってもなお生ずる保険料の未納や介護給付費

の見込みを上回る伸びなどにより、介護保険財政の財源に不足が生じ

た場合に、市町村に貸付け又は交付を行うもの

上記の都道府県
における基金造
成額

1693億円（平成 18年度末）

上記の基金に対
する国庫負担金
交付額

575億円（平成 12年度～18年度）
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【改善の処置を要求したものの全文】

介護保険における財政安定化基金の基金規模について

（平成 20年 5月 21日付け 厚生労働大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 制度の概要

� 介護保険制度の概要

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える新たな仕組みとして介護保険法（平

成 9年法律第 123号）に基づき平成 12年 4月から実施されたもので、保険者が要介護状態

等になった被保険者に対して、必要な介護サービスに係る給付を行い、国民の保健医療の

向上及び福祉の増進を図ることを目的としている。

介護保険の保険者は、市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）

とされ、被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者（以下「第 1号被

保険者」という。）等とされている。そして、要介護状態等にあることについて市町村によ

る認定を受けた被保険者（以下「要介護者等」という。）は、介護サービス計画に基づき保険

給付を受けることとなる。この保険給付には、訪問介護、通所介護等の居宅サービスと介

護老人福祉施設等における施設サービスがある。

そして、17年 6月の介護保険法の改正により、18年度からは、認知症対応型共同生活

介護等の地域密着型サービス等が新たに開始され、これらのサービスについて市町村は、

介護サービス事業者
（注 1）

の指定、監督等の権限を保有し、自らが必要整備量を計画的に定め、

地域の実情に応じた弾力的な指定基準・報酬設定ができるようになった。

（注 1） 介護サービス事業者 都道府県等の指定を受け、要介護者等に対し、介護サービスを

提供する事業者

� 介護保険事業計画の策定

市町村は、介護保険制度を円滑に実施するため、 3年を 1期とする介護保険事業計画

（以下「事業計画」という。）を策定し、 3年ごとに見直すこととなっており、12年度から 14

年度までは第 1期、15年度から 17年度までは第 2期、18年度から 20年度までは第 3期

となっている。そして、この事業計画には、当該市町村の区域における被保険者、要介護

者等の人数や介護サービスの利用状況等を勘案して、各年度の介護サービスの種類ごとの

量の見込み、当該見込量の確保のための方策、第 1号被保険者に係る保険料（以下「第 1号

保険料」という。）等を定めることとされている。

介護保険制度における費用負担については、介護サービス事業者が介護サービスの提供

に要した費用のうち、被保険者の負担分（原則として 1割）以外の部分（以下、この部分を

「介護給付費」という。）の 100分の 50を被保険者の保険料で、残りの 100分の 50を公費で

賄うこととなっている（図 1参照）。
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図 1 費用負担の構造（平成 15年度～17年度）

市町村は、 3年間の計画期間ごとに、第 1号保険料の基準額を算定することとなってい

る。

そして、第 1号保険料は、年額 18万円以上の年金給付を受けている者については、特

別徴収として年金から保険料の天引きを行うこととなっており、また、特別徴収の対象と

ならない者については、普通徴収として個別に徴収することとなっている。第 1号保険料

の徴収額については、特別徴収分がその大部分を占めている。

� 介護給付費準備基金の概要

市町村は、介護保険に係る歳入及び歳出について特別会計を設けることとなっている。

介護保険は、 3年間の計画期間ごとにその期間を通じて同一の保険料を、介護サービスの

見込量に見合って設定するという中期財政運営方式を採用しており、介護給付費が総じて

増加傾向にあることから、計画期間の初年度は一定程度の剰余金が生ずることが想定され

ていて、この剰余金を管理するために市町村は介護給付費準備基金（以下「準備基金」とい

う。）を設けることができるとされている。

そして、介護給付費が見込みを下回るなどの場合は剰余金を準備基金に積み立て、介護

給付費が見込みを上回るなどの場合は、前年度以前に積み立てられた準備基金から必要額

を取り崩し、計画期間の最終年度において残高がある場合には、次期保険料を見込むに当

たり準備基金を取り崩すことが基本的な考え方となっている。

� 財政安定化基金の概要

介護保険法の規定に基づき、都道府県は、管内の市町村が通常の努力を行ってもなお生

じる第 1号保険料の未納や介護給付費の見込みを上回る伸びなどにより、介護保険財政の
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財源に不足が生じた場合に、当該市町村の一般会計からの繰入れを回避するため、財政安

定化基金（以下「安定化基金」という。）を設け、市町村に対し資金の貸付け及び交付（以下

「貸付等」という。）を行うこととなっている。

ア 造成

都道府県は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成 10年政令第 413号。以

下「算定政令」という。）で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金（以下

「拠出金」という。）を徴収し、その金額の 3倍に相当する額を安定化基金に繰り入れるこ

ととなっている。そして、国は、都道府県が繰り入れた額の 3分の 1に相当する額を財

政安定化基金負担金（以下「国庫負担金」という。）として負担することとなっている。こ

れらの 3者は、毎年度拠出を行うなどして、 3年間で当該計画期間に必要な安定化基金

の造成を行うことになっている。

各都道府県は、拠出に当たり、管内市町村における 3年間の介護給付費の見込額の総

額に対し、国が標準として定めた割合（以下「標準拠出率」という。）を参考にして条例で

定めた割合（以下「拠出率」という。）等により拠出金を算定する。この拠出金は、第 1号

被保険者が負担する第 1号保険料により賄われている。そして、各都道府県はそれぞれ

の安定化基金の貸付状況や残高等を勘案した上で、翌計画期間の 3年間分の事業に必要

な金額に見合った拠出率を定めることになる。

貴省では、都道府県が設置する安定化基金の造成資金の一部として、12年度から 17

年度までの間に、47都道府県に対し計 827億余円の国庫負担金を交付している。

イ 運営

算定政令によると、安定化基金の運営に必要な事項は都道府県の条例で定めることと

されている。そして、都道府県は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）に基づき、拠出率

の設定、貸付け、交付、基金の管理、処分等の必要事項を条例で定めており、また、基

金は、確実かつ効率的に運用しなければならず、貸付等の目的のためでなければこれを

処分することができないこととなっている。

ウ 貸付等

安定化基金の貸付けは、図 2のとおり、事業計画に基づく見込みを上回る介護給付費

の増加や第 1号保険料の未納などにより、基金事業対象費用額
（注 2）
（以下「費用額」という。）

が基金事業対象収入額
（注 3）
（以下「収入額」という。計画期間の最終年度においては、基金事

業対象収入額、当該計画期間における基金事業借入金及び基金事業交付金の合計額）を

上回ると見込まれる市町村に対し、算定政令で定めるところにより算定した額を限度と

して当該年度に貸し付けるものである。

また、安定化基金の交付は、第 1号保険料の収納率が悪化するなどにより、計画期間

の全体について、実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、

収入額が費用額に不足すると見込まれる市町村に対して、算定政令で定めるところによ

り算定した額を計画期間の最終年度に交付するものである。

（注 2） 基金事業対象費用額 標準給付費総額（現物給付実績と償還払い実績）と拠出金と安定

化基金の償還額の計

（注 3） 基金事業対象収入額 実績保険料収入額と介護給付費交付金交付実績額と公費負担金

交付実績額（国、都道府県、市町村負担分）等の計
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図 2 貸付等の概念図

・初年度、次年度の貸付額 �、� ＝（単年度の費用額－単年度の収入額）×1.1
・交付額（原則） � ＝（予定保険料収納額－実績保険料収納額）×1/2
・最終年度の貸付額 � ＝｛（計画期間の費用額－計画期間の収入額）

－初、次年度に既に貸付済の額－交付額｝×1.1

安定化基金から貸付けを受けた市町村は、原則として次期計画期間の 3年間で、貸付

金を償還することとなっている。償還に要する費用は、次期計画期間における第 1号保

険料の一部として算定され、第 1号被保険者から徴収することとなっている。なお、第

1期の貸付けについては、償還期間を最長 9年間に延長できる特別の措置が執られた。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

本院では、18年 10月に、参議院からの検査要請に基づき、参議院議長に対して、「社会

保障費支出の現状に関する会計検査の結果について」を報告した。そして、同報告におい

て、47都道府県の 16年度末現在における安定化基金の貸付残高は 413億余円で、財政安定

化基金造成額の 2326億余円に対する貸付割合は 17.7％となっていること、これを都道府県

別にみると 0.0％から 75.2％までとなっていることを記述し、「各市町村の財政状況、保険

給付の状況等の制度全般にわたる動向について、引き続き注視しながら検査していく」とし

たところである。

そこで、国庫負担金について、有効性等の観点から、安定化基金の基金規模は過去の貸付

等状況及び将来の基金需要見込みからみて適切なものとなっているか、都道府県が設定した

拠出率は将来の基金需要見込みを反映した適切なものになっているかなどに着眼して検査し

た。

（検査の対象及び方法）

本院は、貴省及び 24都道府県
（注 4）

において、会計実地検査を行った。そして、第 1期、第 2

期及び第 3期の 18年度までの安定化基金の造成、貸付等の状況、拠出金の算定状況等につ

いて事業実績報告書等により検査した。

また、19年 6月末日現在に 24都道府県に所在する市町村で、15年度から 18年度までの

間に一度でも貸付等を受けた合併前の旧市町村を含む 227市町村と、貸付等を受けなかった
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市町村のうち 18年度末現在で第 1号被保険者数が 1万人以上の 289市町村との計 516市町

村について、資料の提出を求め、貸付けを受けた理由、保険料収納状況、介護サービス給付

額等を検査し、このうち 236市町村については会計実地検査を行った。

（注 4） 24都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、宮城、茨城、群馬、埼玉、神奈川、

新潟、福井、山梨、長野、愛知、三重、兵庫、奈良、広島、愛媛、福岡、佐賀、長

崎、宮崎、沖縄各県

（検査の結果）

� 基金の造成、貸付等の状況

24都道府県の安定化基金の造成額は、第 1期 1359億余円、第 2期 292億余円、第 1

期、第 2期の造成額合計（第 1期の交付額を除く。）は 1644億余円となっており、これに第

3期（18年度）の 82億余円を加えた第 1期から第 3期（18年度）までの造成額合計（第 1

期、第 2期の交付額を除く。）は 1693億余円となっている。このうち国庫負担金の額は第

1期 452億余円、第 2期 96億余円、第 3期（18年度）26億余円で、合計 575億余円となっ

ている。

また、安定化基金からの貸付等額は、第 1期 247億余円、第 2期 334億余円、第 3期

（18年度）5億余円で、各期の造成額に対する貸付等額の割合（以下「貸付等割合」という。）

は第 1期 18.2％、第 2期 20.3％となっている。

表 1 24都道府県における第 1期、第 2期の安定化基金造成及び貸付等状況 （単位：千円）

都道
府県

第 1期（平成 12～14年度） 第 2期（15～17年度）
17年度末
貸付残高
�＝�－
�＋�－
�

安定化
基金造
成額に
対する
貸付残
高割合
� /�
＊100

造成額
�

貸付額
�

償還
額�

交付額
	

貸付等額

＝�＋	

貸付等
割合

 /�
＊100

造成額
�

貸付額
�

償還額
�

交付額
�

貸付等額
＝�＋
�

造成額合計
�＝�－	
＋�

貸付等
割合
 /�
＊100

うち
国庫負担
金

うち
国庫負担
金

北海道 9,994,308 3,324,461 1,828,487 ― 314,231 2,142,719 21.4％ 2,411,868 793,400 400,756 1,326,782 117,505 518,261 12,091,944 4.2％ 902,461 7.4％

宮城県 3,398,098 1,130,033 68,132 ― ― 68,132 2.0％ 168,908 53,379 69,579 58,574 ― 69,579 3,567,007 1.9％ 79,137 2.2％

茨城県 3,728,085 1,239,564 174,901 ― 16,306 191,207 5.1％ 16,870 ― 234,400 164,401 8,535 242,935 3,728,649 6.5％ 244,900 6.5％

群馬県 3,201,896 1,066,706 110,485 ― 282 110,767 3.4％ 787,373 260,666 73,300 69,682 ― 73,300 3,988,987 1.8％ 114,103 2.8％

埼玉県 6,847,029 2,280,667 ― ― ― ― 0.0％ 1,762,957 580,970 395,016 ― 24,214 419,231 8,609,986 4.8％ 395,016 4.5％

東京都 17,825,268 5,937,921 90,933 ― 18,979 109,912 0.6％ 4,365,472 1,436,302 1,575,948 33,550 217,025 1,792,973 22,171,762 8.0％ 1,633,331 7.3％

神奈川
県 10,350,697 3,445,427 13,640 ― 225 13,865 0.1％ 2,554,091 849,109 280,624 13,640 36,500 317,125 12,904,564 2.4％ 280,624 2.1％

新潟県 4,677,633 1,558,607 1,604,181 ― ― 1,604,181 34.2％ 1,199,724 398,849 1,185,155 1,612,745 32,890 1,218,045 5,877,358 20.7％ 1,176,591 20.0％

福井県 1,697,153 562,780 3,578 ― 865 4,443 0.2％ 405,139 131,185 ― 3,578 ― ― 2,101,427 0.0％ ― 0.0％

山梨県 1,370,287 456,409 274,699 ― 13,962 288,661 21.0％ 344,220 114,160 269,344 245,824 1,657 271,001 1,700,545 15.9％ 298,219 17.5％

長野県 3,711,910 1,236,505 1,593,429 ― 15,347 1,608,776 43.3％ 1,018,026 338,772 1,340,600 1,423,722 18,016 1,358,616 4,714,589 28.8％ 1,510,306 32.0％

愛知県 8,468,231 2,819,624 70,696 ― 3,081 73,777 0.8％ 2,069,985 682,753 1,737,219 70,696 725,995 2,463,214 10,535,135 23.3％ 1,737,219 16.4％

三重県 3,031,484 1,009,781 58,000 ― 5,171 63,171 2.0％ 748,057 248,638 851,612 58,000 1,993 853,605 3,774,371 22.6％ 851,612 22.5％

京都府 4,139,562 1,377,037 2,331,514 ― 1,226 2,332,740 56.3％ 1,110,974 367,967 1,144,863 868,605 387,640 1,532,503 5,249,310 29.1％ 2,607,771 49.6％

大阪府 12,599,110 4,194,229 107,072 ― 71,806 178,878 1.4％ 3,048,192 1,008,002 6,887,910 107,072 365,471 7,253,381 15,575,496 46.5％ 6,887,910 44.2％

兵庫県 8,372,177 2,785,323 613,600 ― 36,984 650,584 7.7％ 2,050,419 663,611 2,976,900 563,333 463,073 3,439,973 10,385,612 33.1％ 3,027,166 29.1％

奈良県 2,168,990 720,708 65,255 ― 607 65,862 3.0％ 465,109 151,341 82,006 66,515 10,648 92,654 2,633,492 3.5％ 80,746 3.0％

広島県 5,256,047 1,750,903 1,250,900 ― 18,987 1,269,887 24.1％ 4,936 ― 1,476,200 1,152,410 5,056 1,481,256 5,241,996 28.2％ 1,574,690 30.0％

愛媛県 3,061,409 1,019,007 293,324 ― 25,023 318,347 10.3％ 731,936 242,707 1,215,203 177,668 61,190 1,276,393 3,768,322 33.8％ 1,330,859 35.3％

福岡県 8,499,258 2,828,116 5,314,413 ― 81,712 5,396,125 63.4％ 2,218,863 730,769 4,601,962 2,214,064 708,521 5,310,483 10,636,410 49.9％ 7,702,310 72.4％

佐賀県 1,742,914 579,494 505,466 ― ― 505,466 29.0％ 440,570 144,617 321,000 367,966 ― 321,000 2,183,485 14.7％ 458,500 20.9％

長崎県 3,129,129 1,041,638 1,411,574 ― 36,498 1,448,073 46.2％ 755,697 250,384 2,842,139 989,651 107,833 2,949,972 3,848,329 76.6％ 3,264,062 84.8％

宮崎県 2,425,387 808,056 793,996 ― 4,145 798,141 32.9％ 590,066 195,810 97,897 704,881 6,502 104,399 3,011,307 3.4％ 187,012 6.2％

沖縄県 6,301,600 2,100,473 5,383,836 ― 166,686 5,550,522 88.0％ 59 ― 94,563 2,930,378 30,796 125,359 6,134,973 2.0％ 2,548,020 41.5％

24都
道府
県計

135,997,674 45,273,480 23,962,114 ― 832,129 24,794,243 18.2％ 29,269,522 9,643,400 30,154,196 15,223,742 3,331,069 33,485,266 164,435,067 20.3％ 38,892,568 23.6％

注� 造成額には、運用による利益 516,553千円（第 1期 177,233千円、第 2期 339,319千円）を含む。

47都
道府
県計

203,752,153 67,823,473 40,256,917 4,700 1,212,288 41,469,206 20.3％ 45,174,567 14,887,841 39,182,762 26,366,927 4,029,830 43,212,592 247,714,432 17.4％ 53,068,052 21.4％

注� 造成額には、運用による利益 792,778千円（第 1期 281,734千円、第 2期 511,043千円）を含む。

注� 円単位で集計したのち、千円単位で表記しているため、合計額が一致しない。
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24都道府県における計画期間ごとの貸付等割合についてみると、相当のばらつきがあ

り、第 1期の最高は沖縄県の 88.0％、最低は埼玉県の 0.0％、第 2期の最高は長崎県の

76.6％、最低は福井県の 0.0％となっている。

図 3 24都道府県における造成額、貸付等額及び貸付等割合

� 標準拠出率及び拠出率の設定状況

貴省では、次のような算定の考え方により標準拠出率を設定していた。

第 1期は、実績のない中で算定することから、すべての市町村で、普通徴収が見込まれ

る第 1号保険料の 2％に相当する収納不足が生じ、かつ、介護給付費増により全国の 2割

の市町村で介護給付費の 2割、 3割の市町村で介護給付費の 1割に相当する財政不足が生

ずる場合などでも対応可能な水準として標準拠出率を 0.5％と設定した。

第 2期は、第 1期中途までの実績に基づく第 1期の貸付等見込額に、第 2期の介護給付

費見込額の伸び率（30.8％）を乗じて貸付等見込額を算出し、この額から控除すべき貸付金

の償還見込額について、第 1期に貸付けを受けた全市町村が 9年間の償還延長措置をとっ

た場合を考慮するなどして標準拠出率を 0.1％と設定した。

第 3期は、第 2期の次年度である 16年度時点の貸付状況が、第 1期の同時期を上回っ

ており、その後も貸付額が増加すると見込まれたこと、第 3期においても第 1期の貸付金

の一部が償還されないこと、安定化基金に積み立てた額の大部分を貸付等している都道府

県があり、積立金に不足を生じるおそれがあることから、第 2期と同じく標準拠出率を

0.1％と設定した。

そして、24都道府県における第 1期から第 3期（18年度）までの拠出率は、表 2のとお

り、第 1期は、制度開設当初で介護給付の実績もないことから、24都道府県のすべてが

標準拠出率と同じ率の拠出率としていたが、第 2期以降の拠出率は異なっている。
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表 2 24都道府県の拠出率

24都道府県の拠出率（％）

都 道 府 県 名
箇
所
数第 1期 第 2期

第 3期
（平成 18
年度）

0.5 0 0 茨城、広島両県 2

0.5
（1.5） 0 0 沖縄県 1

0.5 0.1 0 埼玉、神奈川、新潟、愛媛、佐賀各県 5

0.5 0.02 0.02 宮城県 1

0.5 0.1 0.03 東京都 1

0.5 0.1 0.1 北海道、京都、大阪両府、群馬、福井、山梨、長野、
愛知、三重、兵庫、奈良、福岡、長崎、宮崎各県 14

標準拠出率

0.5 0.1 0.1

（注） 沖縄県では、第 1期当初は 0.5％の拠出率としていたが、貸付けの増加に伴い安定化基金
が不足したことから、第 1期の中途に拠出率を 1.5％に変更している。

そして、 3県では第 2期以降新たな拠出を行っていないが、このうち広島県では、第 1

期の中途における貸付等の見込額の割合が比較的低かったこと、第 2期は第 1期の実績を

踏まえ介護給付費等をより正確に見込むことが可能であり、第 2期中に見込まれる貸付等

の額は第 1期の額よりも低くなる可能性が高いことなどをその理由としている。

一方、14道府県では、次のようなことから、第 2期及び第 3期に標準拠出率と同じ

0.1％で拠出していた。

� 2府 3県では、第 1期、第 2期の貸付等割合が高かったことなどから、第 2期及び第

3期において、これらの貸付実績を考慮した貸付見込額等に対応するためには、0.1％

の拠出率で造成を新たに行う必要があるとした。

� 2県では、第 2期及び第 3期に保有する基金は、第 1期と同水準の規模が必要である

として、給付見込総額に 0.5％を乗じるなどして必要な基金の額を算出し、この額から

それぞれ前期末基金残高と当期の償還見込額を控除するなどして、拠出率を 0.1％とし

た。

� 1道 6県では、貸付見込額等を正しく見込むことが困難であると考えたり、標準拠出

率以外の拠出率を用いて算出することの方が適当であるという根拠が見当たらないとし

たりなどして、第 2期及び第 3期の拠出率を標準拠出率と同じ 0.1％とした。

� 貸付等を受けた市町村及び貸付等を受けなかった市町村

24都道府県において第 2期から第 3期（18年度）までに貸付等を受けた市町村数（合併前

の旧市町村を含む。）は、表 3のとおりであり、第 2期では延べ 3,753市町村のうち貸付け

は延べ 425市町村、交付は 107市町村となっていた。

そして、貸付けを受けた市町村の中には第 2期において 3年度連続して貸付けを受けて

いる市町村が 12道府県で 25市町村（延べ 75市町村）見受けられた。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 361 ―



表 3 24都道府県の貸付等を受けた市町村数等

区 分

第 2期 第 3期

平成 15年度 16年度 17年度 計 18年度

全市町村数（各年度末現在の数） 1,502 1,273 978 3,753 973

うち貸付市町村 91 151 183 425 10

うち交付市町村 107 107

うち貸付等を受けなかった市町村 1,411 1,122 779 3,312 963

上記のうち検査市町村 591 519 337 1,447 506

注� 全市町村数計は 3箇年度の単純な合計で延べ数である。
注� 第 2期の交付市町村のうち、平成 17年度に交付のみの市町村は 16市町である。

ア 貸付等を受けた市町村

第 2期に貸付けを受けた延べ 425市町村のうち延べ 343市町村（80.7％）では、貸付け

を受けた理由として、居宅サービスの利用が計画を上回ったことを挙げており、その

サービスの種類別では、多い順に通所介護、認知症対応型共同生活介護、訪問介護など

を挙げている。

そこで、この上位 3サービスにおける介護給付費見込みと実績とのか
�

い
�

離率について

みると、表 4のとおり、通所介護 25.4％、認知症対応型共同生活介護 56.9％、訪問介護

8.6％となっていた。また、介護給付費実績額が見込額を上回った額（以下「開差額」とい

う。）についてみると、 3サービスの開差額計は 1586億余円で居宅サービスの開差額

1975億余円の 80.3％を占めていた。このことから、これら 3サービスの介護給付費の

実績額が見込額を大きく上回ったことが、これら市町村が貸付けを受ける大きな要因と

なったと認められる。
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表 4 貸付けを受けた延べ 425市町村の介護給付費見込みと実績とのか
�

い
�

離率 （単位：千円、％）

項 目

第 2期合計

事業計画給付
見込額（A）

給付実績額
（B）

開差額
（B－A）

か
�

い
�

離率
（B―A）/A

居宅サービス 1,534,987,657 1,732,565,284 197,577,627 12.8

訪問通所サービス 1,103,569,918 1,214,968,095 111,398,177 10.0

訪問介護 393,104,194 426,917,032 33,812,838 8.6

通所介護 307,115,355 385,302,832 78,187,476 25.4

その他 403,350,367 402,748,230 －602,137 －0.1

短期入所サービス 134,651,499 140,720,920 6,069,420 4.5

単品サービス 257,631,443 341,427,315 83,795,872 32.5

認知症対応型共同生活介護 81,976,782 128,633,817 46,657,035 56.9

その他 175,654,661 212,793,497 37,138,836 21.1

その他 39,134,796 35,448,953 －3,685,842 －9.4

施設サービス 1,838,440,293 1,731,501,718 －106,938,574 －5.8

介護老人福祉施設 759,725,443 697,288,194 －62,437,248 －8.2

介護老人保健施設 605,417,727 580,948,105 －24,469,622 －4.0

介護療養型医療施設 473,297,122 453,265,419 －20,031,703 －4.2

その他 31,411,680 52,603,088 21,191,407 ―

合 計 3,404,839,630 3,516,670,091 111,830,460 3.2

居宅サービス（C） 197,577,627

うち訪問介護 33,812,838

通所介護 78,187,476

認知症対応型共同生活介護 46,657,035

3サービス計（D） 158,657,349 構成割合
（D/C）80.3%

注� 円単位で集計したのち、千円単位で表記しているため、合計額が一致しない。

注� 事業計画給付見込額等の把握が出来なかった市町村は除外している。

また、第 2期に 3年度連続して貸付けを受けた 25市町村に対する貸付額は計 110億

余円で、同時期に貸付けを受けた延べ 425市町村に対する貸付額計 301億余円の 36.5％

を占めており、このような市町村の安定化基金に対する影響は大きいものとなってい

る。そして、今後、このような市町村に対する対応等について、引き続き安定化基金で

対応すべきであるとしたところが 9道県、第 1号保険料を見直すべきであるとしたとこ

ろが 8府県、その他が 7都府県となっていた。

3年度連続して貸付けを受けた市町村の事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A府 B市では、第 2期に平成 15年度 2億 3061万余円、16年度 11億円、17年度

13億 6938万余円、計 27億円の貸付けと、5288万余円の交付をそれぞれ受けてい

た。

同市では、これらの貸付等を受けた理由として、計画策定の過程で必要とされる

4,200円を 500円下回る 3,700円で第 2期の第 1号保険料の基準額を設定したこと、
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第 1期の第 1号保険料の収納率（97.6％）を 1％改善すると見込んだもののその改善が

できなかったこと、また、介護給付費について、第 1号保険料の基準額の設定に合わ

せて本来必要な計画値より低く見込んだこと、第 2期におけるほぼすべての介護サー

ビスについての急激な伸びを見込めなかったことなどによるとしている。その結果、

第 2期において、第 1号保険料については収納実績が見込みを 2億 2011万余円（見込

額に対して 1.1％）下回り、介護給付費実績額が見込額を 111億 4107万余円（同

11.0％）上回るなどしたため、毎年度連続して貸付等を受けることになった。

イ 貸付等を受けなかった市町村

貸付等を受けなかった延べ 3,312市町村のうち、今回検査対象とした 1,447市町村で

は、施設サービスの利用が計画を下回ったことや第 1号被保険者数が増加したことなど

から貸付等を受けなかったとしている。

そして、貸付けを受けなかった市町村について介護給付費見込みと実績とのか
�

い
�

離率

をみたところ、居宅サービスが 2.1％と若干実績が見込みを上回っているが、施設サー

ビスは実績が見込みを 11.0％下回っていた。

� 第 3期の造成見込額と貸付見込額等

ア 第 3期の造成見込額と貸付見込額

24都道府県の第 3期の造成見込額合計は、表 5のとおり、235億余円、第 1期から第

3期までの造成見込額合計（第 1期、第 2期の交付額を除く。）は 1846億余円となってい

る。そして、このうち国庫負担金見込額は第 3期 77億余円、第 1期から第 3期までの

合計は 626億余円となっている。

また、24都道府県のうち 17都道府県では第 3期の貸付等見込額を算出しているが、

その見込額は合計 433億余円で、第 2期の貸付等実績額合計 306億余円の約 1.4倍と

なっている。
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表 5 24都道府県の第 3期における造成見込額 （単位：千円、％）

都道府県

第 3 期

平成 18年
度造成額

造成
見込額 償還額

貸付等
見込額
注�

17都道府
県の第 2
期貸付等
実績額

造成見込
額合計
注�

貸付等
割合
（見込）

うち国庫
負担金

うち国庫
負担金
（見込）

うち 18年
度貸付額

うち国庫
負担金
（見込）

北 海 道 917,740 287,168 2,640,751 861,505 743,415 1,529,462 127,464 518,261 14,615,189 4,979,368 10.4

宮 城 県 70,446 21,707 200,692 65,122 79,137 ― 0 ― 3,767,699 1,248,535 ―

茨 城 県 11,363 ― 11,363 ― 244,900 127,200 0 242,935 3,731,477 1,239,564 3.4

群 馬 県 327,538 107,705 973,654 323,116 109,018 ― 0 ― 4,962,641 1,650,489 ―

埼 玉 県 33,555 ― 33,555 ― 395,016 0 0 419,231 8,619,327 2,861,637 0.0

東 京 都 561,334 167,061 1,563,705 501,185 1,605,170 4,078,810 0 1,792,973 23,518,442 7,875,409 17.3

神奈川県 32,533 ― 32,533 ― 280,624 5,676,049 17,931 317,125 12,900,596 4,294,537 43.9

新 潟 県 5,005 ― 5,005 ― 1,176,591 1,423,111 260,000 1,218,045 5,849,473 1,957,457 24.3

福 井 県 163,309 51,144 470,177 153,433 ― 0 0 0 2,571,604 847,399 0.0

山 梨 県 144,883 47,045 427,104 141,135 298,219 ― 0 ― 2,125,992 711,705 ―

長 野 県 421,288 139,048 1,255,577 417,144 1,477,235 ― 4,000 ― 5,952,150 1,992,422 ―

愛 知 県 933,679 302,978 2,751,552 908,936 1,737,219 0 0 2,463,214 12,560,693 4,411,314 0.0

三 重 県 321,474 104,646 949,356 313,940 851,612 ― 0 ― 4,721,734 1,572,360 ―

京 都 府 447,122 146,484 1,326,027 439,452 1,872,374 2,500,000 0 1,532,503 6,187,697 2,184,457 40.4

大 阪 府 1,379,350 449,663 4,077,332 1,348,990 6,887,910 7,200,000 96,450 7,253,381 19,287,357 6,551,222 37.3

兵 庫 県 847,667 270,401 2,470,075 811,204 3,000,033 5,004,159 0 3,439,973 12,392,614 4,260,139 40.3

奈 良 県 210,379 67,883 617,681 203,650 80,746 0 0 92,654 3,240,526 1,075,701 0.0

広 島 県 12,669 ― 12,669 ― 1,535,270 2,179,481 0 1,481,256 5,249,609 1,750,903 41.5

愛 媛 県 7,439 ― 7,439 ― 1,279,355 1,511,000 0 1,276,393 3,714,572 1,261,715 40.6

福 岡 県 883,759 286,198 2,600,928 858,594 6,040,797 6,588,829 0 5,310,483 12,528,817 4,417,479 52.5

佐 賀 県 5,160 ― 5,160 ― 458,500 1,500,000 0 321,000 2,188,646 724,112 68.5

長 崎 県 310,144 102,127 922,909 306,382 3,221,178 4,027,191 0 2,949,972 4,663,404 1,598,405 86.3

宮 崎 県 221,037 72,538 221,037 72,538 146,767 ― 2,300 ― 3,225,842 1,076,404 ―

沖 縄 県 ― ― ― ― 2,294,131 ― 0 ― 6,104,177 2,100,473 ―

合 計 8,268,886 2,623,804 23,576,294 7,726,335 35,815,220 43,345,293 508,145 30,629,404 184,680,291 62,643,217 23.4

注� 第 3期に貸付等を見込んでいなかった都道府県については「―」とした。
注� 造成見込額合計＝（第 1、 2期造成額＋第 3期造成見込額）―（第 1、 2期交付額）
注� 円単位で集計したのち、千円単位で表記しているため、合計額が一致しない。

イ 第 3期の 18年度の介護給付費見込みと実績とのか
�

い
�

離

今回、検査の対象とした 516市町村の 18年度の介護給付費見込みと実績とのか
�

い
�

離

率は、表 6のとおり、居宅サービスが－4.6％、地域密着型サービスが－21.6％、施設

サービスが－7.1％となっており、サービス全体では－6.4％となっていた。特に制度改

正により開始された地域密着型の各サービスのうち第 2期に貸付等の主な理由として挙

げられた認知症対応型共同生活介護のか
�

い
�

離率は 1.5％で、実績とのか
�

い
�

離がほとんど

なくなっている。

また、第 2期に貸付等を受けた主な理由に挙げられている 3サービスの介護給付費に

ついて、17年度と 18年度の実績額を比較すると、表 7のとおり、認知症対応型共同生

活介護では 23.4％増、通所介護では 0.6％増、訪問介護では 4.5％減となっており、第

2期の 15年度から 17年度までの伸び率に比べていずれも低減している。
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表 6 平成 18年度における介護給付費見込みと実績とのか
�

い
�

離率 （単位：千円、％）

項 目 事業計画給付
見込額（A） 給付実績額（B） 開差額

（B－A）
か
�

い
�

離率
（B－A）/A

居宅サービス 1,807,059,355 1,722,542,570 －84,516,784 －4.6

訪問介護 485,715,975 429,820,572 －55,895,403 －11.5

通所介護 405,913,231 423,260,391 17,347,159 4.2

その他 915,430,147 869,461,606 －45,968,541 ―5.0

地域密着型サービス 278,050,874 217,793,408 －60,257,466 －21.6

夜間対応型訪問介護 17,202,176 45,674 －17,156,502 －99.7

小規模多機能型居宅介護 39,498,272 2,330,283 －37,167,989 －94.1

認知症対応型共同生活介護 186,468,017 189,335,786 2,867,769 1.5

その他 34,882,408 26,081,664 －8,800,743 －25.2

施設サービス 1,560,574,606 1,448,455,376 －112,119,229 －7.1

介護老人福祉施設 680,475,907 639,773,898 －40,702,009 －5.9

介護老人保健施設 537,668,645 507,978,192 －29,690,452 －5.5

介護療養型医療施設 342,430,053 300,703,285 －41,726,767 －12.1

その他 172,797,495 184,087,317 11,289,821 ―

小 計 3,818,482,330 3,572,878,672 －245,603,658 －6.4

（注） 円単位で集計したのち、千円単位で表記しているため、合計額が一致しない。

表 7 3サービスの第 2期以降の介護給付実績額及び対前年度伸び率の推移 （単位：千円、％）

項 目 平成 15年度 16年度 17年度 18年度対前年度
伸び率

対前年度
伸び率

対前年度
伸び率

訪問介護 399,020,199 439,728,827 10.2 450,543,453 2.4 429,820,572 －4.5

通所介護 309,726,944 372,607,160 20.3 420,349,658 12.8 423,260,391 0.6

認知症対応型共同生活介護 68,354,157 112,365,708 64.3 153,323,745 36.4 189,335,786 23.4

ウ 第 3期（19、20両年度）の貸付等見込み

検査の対象とした 516市町村の第 3期（19、20両年度）における貸付等を受ける予定

の有無を調査したところ、貸付等を受ける予定はないとしたのは 443市町村、貸付等を

受ける予定であるとしたのは 34市町村となっている。

また、第 3期の初年度である 18年度に貸付けを受けた 10市町村のうち、引き続き

19、20両年度に貸付等を受ける予定があるとしているのは 9市町村となっており、第

2期の 24市町村に比べ 3年度連続して貸付けを受ける可能性のある市町村は減少する

見込みとなっている。さらに、介護保険の事業規模から安定化基金の貸付等に大きな影

響を与える可能性がある特別区、政令指定都市のほとんどが第 3期に貸付等を受ける予

定はないとしている。

これらのことなどから、第 3期における貸付等額は、第 2期の実績を大きく上回るこ

とはないと思料される。
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� 第 1号被保険者 1人当たりの 17年度末現在における拠出金負担額

前記のとおり、24都道府県の安定化基金の第 1期、第 2期造成額合計は 1644億余円

で、この額から、第 1期の貸付額から第 2期の償還額を除いた第 1期の貸付残額 87億余

円と第 2期の貸付等額 334億余円を除くと、17年度末現在で貸付等されなかった安定化

基金の額（以下「未貸付等基金」という。）は 1222億余円となっている。

そして、この未貸付等基金 1222億余円のうち 3分の 1は市町村が拠出した額（以下「未

貸付等拠出額」という。）となるが、これをそれぞれ、24都道府県の 17年度末現在の第 1

号被保険者数で除して第 1号被保険者 1人当たりの未貸付等拠出額を計算すると、図 4の

とおり、24都道府県の平均で 2,339円、最高額は沖縄県の 5,408円、最低額は長崎県の

451円となる。

図 4 平成 17年度末現在における第 1号被保険者 1人当たりの未貸付等拠出額

� 安定化基金の基金規模

安定化基金の造成は、第 1期においては、各都道府県で標準拠出率等により行われた

が、第 1期に実際に貸付等を受けたのは延べ 4,813市町村のうち 11.2％に当たる延べ 543

市町村で、その貸付等割合は 24都道府県のうち 17都道府県において 30％を下回ってい

た。そして、第 2期においては、第 1期における介護給付及び貸付等の実績を踏まえて造

成を行うことができたが、貸付等割合が低い都道府県においても、介護給付費の見込等を

十分に検討しないまま、標準拠出率を採用するなどして造成が行われ、第 2期における貸

付等割合は 24都道府県のうち 19都道府県で 30％を下回っていた。

そして、第 3期においては、初年度の貸付けが第 2期と比較して件数、金額とも大きく

減少していること、前記のとおり認知症対応型共同生活介護等のサービスにおける見込み

と実績とのか
�

い
�

離がほとんどなくなっていることなどから貸付等は減少すると思料され

る。

これらのことから、現在、安定化基金の保有額は多くの都道府県で基金需要に対応した

規模を大きく上回り、国、都道府県及び市町村が拠出した財政資金が効果を十分発現する

ことなく保有されている事態になっていると認められる。
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そして、このような状況において、24都道府県のうち 10都府県において、現在保有す

る基金のうち、各都道府県が貸付等のため当面必要と考える基金規模を上回る部分につい

ては、財政資金の有効活用を図るという考え方から、拠出者に返還することが可能となる

ような制度改正があれば返還等を検討したいなどとしている。また、14道府県におい

て、第 1期、第 2期の貸付等割合が高率であることや、大規模市の保険財政が悪化した場

合における貸付財源を確保しておく必要があり、どの程度の基金規模が適切か不明である

ことなどから、現時点では返還等は考えていないとしている。

（改善を必要とする事態）

前記のとおり、安定化基金の規模は、現在、基金需要に対応した規模を大きく上回るもの

となっている。そして、安定化基金の貸付金は、次期計画期間に必ず償還されることなどか

ら、必要な基金をいったん造成すれば、その後に追加して造成する必要はない。したがっ

て、都道府県においては、それぞれの貸付等の状況等を考慮するなどして、保有する必要の

ある基金の規模を明確にし、その必要とする規模を上回るなど当面使用する見込みのない基

金については、拠出者へ返還するなどして、その財政資金の有効活用を図る必要がある。

しかし、現行制度においては、基金規模に余裕があっても拠出者に返還するなど基金規模

を適切な規模に調整する仕組みとなっていないため、このまま推移すると第 3期以降も多額

の未貸付等基金が継続して生じ、国、都道府県及び市町村が拠出した財政資金が効果を発現

することなく保有されることとなり、このような事態は改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 多額の未貸付等基金が発生し都道府県が基金の規模に余裕があり返還することが適切と

判断しても、基金規模を縮小できるような制度となっていないこと

イ 貴省において、都道府県に対し、標準拠出率を参考にして、安定化基金の造成、貸付等

状況を十分に勘案して拠出率を決定するように会議等で周知等を行っていたが、標準拠出

率の算定の考え方を明確に示していないために、都道府県の一部において、安定化基金の

保有状況、貸付状況等を十分に検討していないこと

3 本院が要求する改善の処置

貴省において、都道府県の安定化基金を適切な規模に保つよう、次のとおり改善の処置を

要求する。

ア 多額の未貸付等基金が発生し、都道府県が基金の一部を拠出者に返還することが適切と

判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めること

イ 標準拠出率の算定の考え方を都道府県に対して明確に示すとともに、各都道府県が拠出

率を設定する際に基金の保有状況、貸付状況等を十分に検討するなどして適切な拠出率を

定めるよう個々の都道府県の状況に応じて助言すること
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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1） 社会保険病院等における食堂等の運営を受託している民間業者等に対する国有財産の

使用許可の手続及び使用料の徴収を適正なものとするよう改善させたもの

会計名及び科目 年金特別会計（業務勘定） （款）雑収入

（項）雑収入

�
�
�
�
�

平成 18年度は

厚生保険特別会計（業務勘定）（款）雑収入

（項）雑収入

�
�
�
�
�

船員保険特別会計 （款）雑収入

（項）雑収入

部 局 等 社会保険庁、34地方社会保険事務局

国有財産の使用
許可等の概要

患者等の利用者の利便に資する食堂等の施設等の運営を受託している

民間業者等に対して、国有財産である病院の建物等を使用させてその

対価を徴収するもの

徴収できた使用
料

1億 4555万円（平成 18、19両年度）

1 社会保険病院等における国有財産に係る使用許可等の概要

� 社会保険病院等の概要

社会保険庁は、健康保険法（大正 11年法律第 70号）、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115

号）及び船員保険法（昭和 14年法律第 73号）に基づき、これら各種社会保険の被保険者等か

ら徴収した保険料を財源として、被保険者等の健康の保持、福祉の増進を図るため、全国

において 53社会保険病院、10厚生年金病院及び 3船員保険病院（以下、上記 3形態の病

院を合わせて「社会保険病院等」という。）、計 66社会保険病院等を設置している。

社会保険庁は、これらの経営を、社会保険病院については社団法人全国社会保険協会連

合会（以下「全社連」という。）等 5団体
（注 1）

、厚生年金病院については財団法人厚生年金事業振

興団等 2団体
（注 2）

及び船員保険病院については財団法人船員保険会（以下、これらを合わせて

「経営受託団体」という。）にそれぞれ委託している。そして、国有財産のうち行政財産であ

る土地、建物等を利用させて、病院の設置者である国が行うべき事務、事業である外来患

者、入院患者等への医療の提供等を行わせるとともに、その一環として患者給食用の
ちゆう

厨 房を設置して入院患者に食事を提供したり、療養上必要な寝具類を提供したりするな

どの業務を実施させている。

（注 1） 5団体 全社連、社団法人地域医療振興協会、岡谷市、公立紀南病院組合、財団法人

平成紫川会

（注 2） 2団体 財団法人厚生年金事業振興団及び全社連

� 社会保険病院等に係る経営委託契約の概要

社会保険庁は、経営受託団体との経営委託契約書において、「運営の原則」等として、経

営受託団体は、各種社会保険の被保険者、年金受給者等を優先して診療又は施設療養等を
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行うこと、また、社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長（以下「社会保険事務局長等」

という。）は、病院の帳簿、書類を検査し、又は病院の経営の状況について実地に監査を行

うことができることなどを定めている。

また、社会保険庁は、全社連等 4団体
（注 3）

と締結している 56社会保険病院等に係る経営委

託契約書において、全社連等は、上記の「運営の原則」等の達成を妨げない限度において、

委託した事業以外の事業（以下「委託外事業」という。）を行うことができること及びその場

合にはあらかじめ社会保険庁に届け出ることを定めているが、どのような事業が委託外事

業となるかについては具体的に定めていない。残余の 10社会保険病院等に係る経営委託

契約書においては、委託外事業についての規定が設けられていない。

（注 3） 4団体 全社連、社団法人地域医療振興協会、公立紀南病院組合及び財団法人平成紫

川会

� 行政財産の使用許可に係る手続等の概要

社会保険病院等の土地、建物等は、前記のとおり行政財産であり、国有財産法（昭和 23

年法律第 73号）において、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益

を許可する（以下「使用許可」という。）ことができるとされており、その場合、財政法（昭和

22年法律第 34号）により、原則として、適正な対価として使用料を徴収することとなる。

また、使用許可の基準等は、「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準

について」（昭和 33年蔵管第 1号大蔵省管財局長通達。平成 19年 1月以降は「行政財産を使用

又は収益させる場合の取扱いの基準について」（平成 19年 1月財理第 243号）。以下「蔵管 1

号」という。）に示されており、使用許可ができるのは、職員、来庁者や国の施設の利用者

等の利便に資するための食堂、売店、理髪店、現金自動預払機（以下「ATM」という。）等の

施設等とされている。

そして、厚生労働省所管国有財産取扱規程（平成 13年厚生労働省訓第 29号）により、厚生

労働省の所管する国有財産の管理等の事務を分掌する社会保険事務局長等は、その所属の

国有財産の維持、保存及び運用について、常に状況を把握すべきこととされている。ま

た、社会保険庁は、「施設に係る国有財産及び国有物品の取扱いについて」（昭和 59年庁保

発第 36号）により、施設の経営受託団体が施設の一部を第三者に使用させる必要が生じた

ときは、当該施設の施設長は事前に社会保険事務局長等にその旨を申し出なければなら

ず、社会保険事務局長等は、国有財産の管理上支障がないと認めて、当該第三者に国有財

産の使用許可を行う必要がある場合は、当該第三者に使用許可申請書を提出するよう施設

長を経由して指示することとしている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、行政財産である病院の建物等を使用させるに当たり適正な

使用料を徴収しているかなどに着眼して検査した。検査に当たっては、18、19両年度に経

営受託団体が第三者に病院の建物等を使用させている 66社会保険病院等を対象として、社

会保険庁、21社会保険事務局及び 21社会保険病院等において、国有財産使用許可書等の書

類により会計実地検査を行うとともに、残余の 16社会保険事務局及び 45社会保険病院等に

ついては、書類の提出を受けるなどして検査を行った。
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（検査の結果）

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

ア 民間業者等に業務委託して使用させている施設等について使用料を徴収していない事態

18、19両年度 34社会保険事務局等

経営受託団体は、病院を利用する患者等の利便に資するために、民間業者等に委託する

などして外来患者等用食堂（以下「食堂」という。）、売店、飲料等自動販売機（以下「自販機」

という。）、理髪店、ATM、テレビ等を設置するための床頭台
（注 4）
（以下、単に「床頭台」とい

う。また、これらを合わせて以下「食堂等 6施設等」という。）等を設置して、建物等の一部

を使用させていた。そして、食堂は 33病院のうち 4病院、売店は 59病院のうち 3病院、

自販機は 60病院のうち 9病院、理髪店は 22病院のうち 4病院、ATMは 40病院のうち

2病院、床頭台は 50病院のうち 45病院において、食堂等 6施設等の運営業務を第三者に

委託していたが、これらの病院を管理する 34社会保険事務局等は、これらの施設等の運

営に必要な建物等について使用許可を行っていなかった。

しかし、食堂等 6施設等の運営は、本来的な委託内容である医療業務等には含まれない

委託外事業であるから、使用許可を行った上で適正な対価を徴収する必要があると認めら

れた。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 1＞

社会保険庁から A病院の経営を委託されている全社連は、病院内の売店、自販機、

ATM及び床頭台の各施設等（面積計 67�）を民間業者に業務委託して運営させている。
しかし、同病院に係る国有財産の管理を行っている B社会保険事務局は、これらの施

設等について使用許可を行っておらず、使用料を徴収していなかった。そして、蔵管 1

号により適正な使用料の額を算定すると、平成 18、19両年度ともに 91万余円になると

認められた。

（注 4） 床頭台 病室内に設置され、テレビ、冷蔵庫等が組み込まれ、それらを利用する際の

プリペイドカード等による料金徴収設備が内蔵された固定的に利用される収納設備

イ 食堂において厨房部分のみを使用料徴収の対象としている事態

18年度 12社会保険事務局

19年度 11社会保険事務局

社会保険事務局等は、食堂を有する 33病院のうち 18年度 13病院、19年度 12病院に

おける食堂の運営に際して、厨房部分のみを使用許可の対象として、利用者が飲食する部

分を使用許可の対象に含めておらず、これに係る使用料を徴収していなかった。

しかし、一般に、食堂の運営は厨房部分と利用者が飲食する部分とを合わせた全体の面

積を使用して実施されるものであり、使用許可は全体の面積を対象として行う必要がある

と認められた。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 2＞

社会保険庁から C病院の経営を委託されている全社連は、病院内の食堂を民間業者

に業務委託して運営させている。しかし、同病院に係る国有財産の管理を行っている

D社会保険事務局は、当該施設を運営させるに当たり、厨房部分（67.7�）についてのみ
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使用許可を行い、利用者が飲食する部分（140.0�）については使用許可の対象としてい

なかった。そして、利用者が飲食する部分も含めて適切に使用許可を行っていれば、平

成 18年度 268万余円、19年度 319万余円の使用料を徴収できたと認められた。

社会保険病院等に係る国有財産の管理に当たっては、社会保険事務局長等は、病院施設

の運営状況について常に注意を払い、使用許可がないのに経営受託団体が施設の一部を第

三者に使用させている状況が見受けられる場合には、経営受託団体の各施設長を経由して

当該第三者に使用許可申請書の提出を促すことが求められる。

したがって、前記のように、病院内において食堂等 6施設等を第三者に委託して運営さ

せているにもかかわらず、当該施設等について使用許可を行っていなかったり、食堂の運

営に際して厨房部分のみを使用許可の対象としたりしていて、適正な使用料を徴収してい

ない事態は、国有財産の管理を行う上で適切とは認められず、改善の必要があると認めら

れた。

（徴収できた使用料）

上記のア及びイのとおり使用許可を行っていない施設等について適切に使用許可を行い、

蔵管 1号に基づき使用料を算定していれば、18年度 7210万余円、19年度 7345万余円、計

1億 4555万余円の使用料を徴収できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、経営受託団体の各施設長が、食堂等 6施設等を設置す

るに当たり社会保険事務局長等に対して申出を行わなかったことにもよるが、社会保険庁

が、社会保険病院等の経営を委託する場合に、病院内における施設等の運営についてどのよ

うな場合に使用許可が必要となるか具体的に定めて社会保険事務局等に周知していなかった

こと、社会保険事務局等において、監査の際等に、社会保険病院等の施設等の運営状況等に

ついて十分に把握していなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、社会保険庁は、20年 9月に、各社会保険事務局長

に対して通知を発して、社会保険事務局等に、使用許可のないまま食堂等 6施設等を運営し

ていた民間業者等に対してそ
�

及して使用料相当額の徴収を行わせることとするとともに、次

のような処置を講じた。

ア 各社会保険事務局等が使用許可を行う施設等を具体的に定めて、各社会保険事務局長等

にその内容を周知した。

イ 社会保険事務局等が定期的に現地確認を行いその運営状況を適切に把握するために、監

査を厳格に行うよう指導した。

なお、 3船員保険病院を除く 53社会保険病院及び 10厚生年金病院の施設は、20年 10月

1日に、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（以下「機構」という。）に出資され

て、機構が引き続き経営受託団体に委託することにより運営されているが、機構において

も、社会保険庁により今回執られた措置と同様に、資産の利活用を図り施設等に係る使用料

を適切に徴収する必要があることから、社会保険庁は、出資に先立って、同年 9月に機構に

対して、病院財産の使用許可の取扱いを適正に行うよう通知した。
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（ 2） 生活保護事業の実施に当たり、事業主体に被保護者の収入把握を適切に行わせること

などにより、生活保護費負担金の交付が適正なものとなるよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）生活保護費

�
�
�
平成 11年度以前は、

（組織）厚生本省 （項）生活保護費

�
�
�

部 局 等 厚生労働本省（平成 13年 1月 5日以前は厚生本省）、47都道府県

国庫負担の根拠 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

道、府 1、県 10、市 192、特別区 8、計 212事業主体

国庫負担対象事
業

生活保護事業

国庫負担対象事
業の概要

生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するために、その困

窮の程度に応じて必要な保護を行うもの

課税調査が速や
かに行われてい
なかったなどの
ため過大な支給
となっていた保
護費

8億 1473万余円（平成 9年度～20年度）

上記に係る国庫
負担金相当額

6億 1105万円

1 事業の概要

� 制度の概要

厚生労働省（平成 13年 1月 5日以前は厚生本省）は、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

等に基づき、生活に困窮する者に対する最低限度の生活の保障及び自立の助長を図ること

を目的として、都道府県又は市町村（特別区を含む。以下「事業主体」という。）が、保護を

受ける者（以下「被保護者」という。）に支弁した保護費及び事業主体の事務経費の一部につ

いて生活保護費負担金（以下「負担金」という。）を交付している。また、事業主体は、被保

護者が不実の申請により保護を受けたときなどにおいては、同法第 78条に基づいて、保

護費の全部又は一部を被保護者から徴収金として徴収することができることとなっている

（負担金の概要については、前掲 296ページの「生活保護費負担金の経理が不当と認められ

るもの」参照）。

� 保護の実施体制

事業主体から生活保護に関する事務の委任を受けた福祉事務所には、福祉事務所長のほ

か、福祉事務所長等の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を行う所員（以下「査察指導

員」という。）、現業を担当する所員（以下「現業員」という。）等を置くこととなっている。

また、各福祉事務所では、効率的かつ効果的な業務運営を行うための生活保護業務実施

方針（以下「実施方針」という。）を定めて、その中で具体的な取組の内容を事業計画として

策定することとなっている。

� 被保護世帯の収入調査等

保護費は、「生活保護法による保護の基準」（昭和 38年厚生省告示第 158号）、「生活保護法
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による保護の実施要領について」（昭和 38年社発第 246号厚生省社会局長通知。以下「実施要

領」という。）等に基づき、保護を受ける世帯（以下「被保護世帯」という。）を単位として、そ

の所在地域、構成員の数、年齢等の別に応じて算定される生活費の額から、被保護世帯に

おける就労収入、年金受給額等を基に収入として認定（以下「収入認定」という。）される額

を控除するなどして決定することとなっている。

また、被保護世帯は、収入状況に変動があった場合には、その旨を速やかに福祉事務所

に届け出なければならないこととなっており（以下、この届出を「収入申告」という。）、現

業員は、収入申告や被保護世帯に対する訪問調査等を通じて、被保護者の生活状況等を把

握して、その処遇に反映させることとされている。

そして、収入申告のほかに、当該被保護世帯の収入状況を客観的に把握するために、厚

生労働省は事業主体に対して、被保護者の給与収入等に係る市民税等の課税関係資料（以

下「課税資料」という。）と被保護者が福祉事務所に申告した収入状況との照合等の調査（以

下「課税調査」という。）を毎年、全被保護世帯の世帯員全員について一斉に実施するよう実

施要領等により指導している。この課税調査の結果、未申告の収入が判明して、被保護者

が不実の申請等により保護を受けたことが明らかになったときは、事業主体は被保護者に

対して保護費の全部又は一部を徴収金として徴収することとなっている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

事業主体の課税調査等により判明した被保護世帯の保護費の不正受給に伴う徴収金は、全

国で 18年度 14,669件、89億 7849万余円と多額に上っている。そこで、本院は、合規性等

の観点から、18、19両年度における被保護世帯の収入認定等、特に課税調査が適切に行わ

れており、保護が適正なものとなっているかに着眼して、厚生労働省及び 47都道府県の

270事業主体の 293福祉事務所（以下「検査対象事務所」という。）において、事業実績報告書

等の書類により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、以下のような事態が見受けられた。

課税資料はおおむね毎年 7月に閲覧可能となっていて、閲覧可能となった後速やかに課税

調査を実施すれば、遅くとも 8月には収入認定は可能であったと認められる。

しかし、検査対象事務所のうち、47都道府県の 212事業主体の 234福祉事務所は、課税

調査を 8月以降に実施していたり、また、課税調査に対する査察指導員等の点検体制が十分

でなかったなどのため調査漏れを生じたりなどしていた。このため、被保護者が前年から引

き続き就労していて、 7月以降も未申告の就労収入等が継続して発生しているのに、 8月時

点でもなお収入認定が行われていないなど、適正な収入認定が行われていないものが 1,958

世帯、計 8億 1473万余円あり、負担金 6億 1105万余円が過大に交付されていた。

このうち、46都道府県
（注）

の 151事業主体の 159福祉事務所に係る 604件、計 5億 0680万余

円（これに係る負担金相当額 3億 8010万余円）は、課税調査時の調査漏れなどの理由により

複数年度にわたって被保護世帯の未申告の就労収入等が認定されていなかった。

また、上記 1,958件の未申告の就労収入等の額については、前記のとおり、事業主体が被

保護者から徴収金として徴収することとなるが、滞納となっているものが 811件（20年 6月

末時点での滞納額計 9600万余円）あり、これらについては、今後も事業主体が被保護者から
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徴収できなかった場合、不納欠損処理を経て最終的に国がその額の 4分の 3を負担すること

になる。

上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A福祉事務所は、課税資料が税務担当課で例年 6月にまとまり、その閲覧も 7月には可

能となっているのに、課税調査を 12月以降に実施していた。また、課税調査の実施に当

たり、課税資料と被保護世帯の収入申告との照合等の具体的な作業について福祉事務所内

の査察指導員等の点検体制が十分でなかったなどのため、調査漏れが生ずるなどしてい

た。さらに、課税資料の閲覧が可能となってから相当程度時間が経過した会計実地検査時

点においても、なお徴収金の決定がなされていないものも見受けられた。

上記のことから、課税調査を速やかに実施して、判明した未申告の就労収入等について

直ちに収入認定を行い保護費の算定に反映させていれば、 8月以降の未申告の就労収入等

の額 1333万余円（負担金相当額 1000万余円）については、収入認定が可能であり、同額の

保護費の支給が過大になっていたと認められた。また、これらのうち、複数年度にわたっ

て課税調査漏れとなっているものが 8件あり、これらに係る収入認定可能であった未申告

の就労収入等の額が計 1066万余円（負担金相当額 800万余円）見受けられた。

上記のように、事業主体において課税調査が速やかに行われなかったり、その後の事務処

理が適切でなかったりなどしていたことにより、未申告の就労収入等が適正に収入認定され

ておらず、同額の保護費が過大に支給されていて負担金の交付が過大となっている事態は適

切とは認められず、負担金の交付が適正なものとなるよう改善を図る必要があると認められ

た。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のようなことなどによると認められた。

ア 事業主体において、

� 生活保護業務の実施方針に基づく事業計画の中で、課税調査を課税資料が閲覧可能と

なる時期に速やかに実施することを明確にしていなかったこと

� 課税資料と被保護世帯の収入申告との照合等、課税調査時における現業員の確認作業

が不十分であったこと、また、査察指導員等による現業員の確認作業の点検体制に不備

があったこと

イ 厚生労働省において、事業主体に対して実施要領等において課税調査の一斉実施等につ

いて指導してきているものの、課税調査の実施時期等について技術的な助言等を行ってい

なかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、厚生労働省は、20年 10月に各事業主体に対して通

知を発するなどして、事業主体において課税調査を速やかに行い収入認定が適正に行えるよ

うな事務処理体制の整備を図るよう次のような処置を講じた。

ア 生活保護業務の実施方針に基づく事業計画において、課税調査を 6月以降、各自治体で

課税資料の閲覧可能な時期に速やかに実施することを明記して、早期に調査を実施するよ

う指導した。

また、調査の結果、未申告の収入が判明した場合には、その後も収入を継続して得てい

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 375 ―



るか否かについて速やかに確認して、現在も継続して収入があることが判明した場合に

は、迅速に認定処理を行い、当該収入について遅くとも 8月分の保護費に反映させるよう

指導した。

イ 課税調査の実施漏れや実施の遅れなどの事態を防止するため課税調査の進行管理が組織

的に行われるよう、現業員と査察指導員との連携や査察指導員等による点検体制の確立等

により、課税調査を的確に行う点検体制の整備を図るよう指導した。

ウ 厚生労働省及び都道府県等が実施する指導監査の際に、課税調査の実施時期、課税調査

の点検体制等について確認して、課税調査が早期に実施されなかったり、点検体制の整備

が図られていなかったりなどしている福祉事務所に対する指導を徹底することとした。

（注） 46都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福

島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、山梨、長野、岐

阜、静岡、愛知、三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山

口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

各県

（ 3 ）療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退

職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）国民健康保険助成費

部 局 等 厚生労働本省（交付決定庁）

28都道府県（支出庁）

交 付 の 根 拠 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）

交 付 先
（保 険 者）

市 218、特別区 17、計 235市区

療養給付費負担
金の概要

市町村の国民健康保険事業運営の安定化を図るために交付するもの

退職被保険者の
被扶養者の適用
が行われていな
い一般被保険者
に対する医療給
付費

49億 3662万余円（平成 13年度～17年度）

過大に交付され
る結果となって
いた療養給付費
負担金交付額

18億 8219万円（平成 13年度～17年度）

1 制度の概要

� 国民健康保険の療養給付費負担金

国民健康保険は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）等が保険者となって、被用者保険

の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険

者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、出産育児一時金の支給、

葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
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厚生労働省では、国民健康保険について各種の国庫助成を行っており、その一つとし

て、市町村が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るため、療養給付費負担金（以下「国

庫負担金」という。）を交付している。

� 国庫負担金の交付対象

市町村の国民健康保険の被保険者は、一般被保険者と退職被保険者
（注 1）

及びその被扶養者

（以下、退職被保険者の被扶養者を「退職被扶養者」という。また、退職被保険者と合わせ

て「退職被保険者等」という。）とに区分されている。

そして、国庫負担金の交付の対象となるのは、一般被保険者に係る医療費（老人保健法

（昭和 57年法律第 80号。平成 20年 4月以降は「高齢者の医療の確保に関する法律」）による

医療を受けることができる者に係る医療費を除く。以下同じ。）となっており、退職被保険

者等に係る医療費については、被用者保険の保険者が拠出する療養給付費等拠出金をもっ

て充てられる療養給付費等交付金等で負担すること（以下、この退職被保険者等の医療費

を被用者保険の保険者が負担する制度を「退職者医療制度」という。）となっていて、国庫負

担金の交付の対象とはなっていない。

退職者医療制度は、被用者保険と国民健康保険との給付割合に格差があった
（注 2）

ため退職者

は医療に対する必要性が高まる高齢期になって給付水準が低下すること、退職者を多く抱

える国民健康保険は医療費負担が増大していることなどの給付面と負担面双方の不合理を

是正するため、昭和 59年に創設されたものである。

（注 1） 退職被保険者 被用者保険の被保険者であった者で、退職して国民健康保険の被保険

者となり、かつ、厚生年金等の受給権を取得した場合に適用される資格を有する者

である。

（注 2） 平成 14年度以前は、被保険者本人に対する給付割合は被用者保険では 8割、国民健康

保険では 7割であった。

� 国庫負担金の算定方法

毎年度の国庫負担金の交付額は、「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者

拠出金等の算定等に関する政令」（昭和 34年政令第 41号）等により、一般被保険者に係る医

療給付費から保険基盤安定繰入金
（注 3）

の 2分の 1に相当する額を控除した額に国の負担割合
（注 4）

を

乗じて算定することとなっている。

そして、一般被保険者に係る医療給付費は、療養の給付に要する費用の額から当該給付

に係る患者一部負担金に相当する額を控除した額及び入院時食事療養費、療養費、高額療

養費等の支給に要する費用の額の合算額とされている。

ただし、被用者保険の被保険者が退職して国民健康保険の一般被保険者となった者につ

いて、退職被保険者等の資格がさかのぼって確認された場合は、一般被保険者に係る医療

給付費から、その者が退職被保険者等となった日（以下「退職者該当年月日」という。）以降

に一般被保険者に係るものとして支払った医療給付費を控除することとなっている。

（注 3） 保険基盤安定繰入金 市町村が、一般被保険者の属する世帯のうち、低所得者層の負

担の軽減を図るため減額した保険料又は保険税の総額について、当該市町村の一般

会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れた額

（注 4） 国の負担割合は、平成 16年度までは 40/100であったが、17年度は 36/100、18年度以

降は 34/100に引き下げられている。
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� 退職被保険者等の資格要件及び届出

退職被保険者の資格要件は、国民健康保険の被保険者のうち、厚生年金保険法（昭和 29

年法律第 115号）等の法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金の給付を受けること

ができる者であって、被用者年金保険の被保険者であった期間が 20年以上、又は 40歳に

達した月以後の被用者年金保険の被保険者であった期間が 10年以上である者等となって

いる。

国民健康保険の被保険者の資格を取得している者の退職者該当年月日は、当該被保険者

が年金受給権を取得した日（ただし、年金受給権の取得年月日が国民健康保険の資格取得

年月日以前の場合は国民健康保険の資格取得年月日）とされている。そして、被保険者

が、退職被保険者の資格要件に該当する者（以下「退職該当者」という。）となったときは、

その者の属する世帯の世帯主は、速やかに、市町村に退職被保険者の資格取得の届出をし

なければならないこととなっている。

一方、退職被扶養者の資格要件は、国民健康保険の被保険者のうち、退職被保険者の直

系尊属、配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）その

他三親等内の親族であって、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者によ

り生計を維持するものなどとなっている。これについて、厚生労働省では、各都道府県に

通知「退職被保険者の被扶養者の認定について」（昭和 59年 8月 27日保発第 79号）等を発し

て、退職被扶養者としての認定対象者の年間収入が 130万円未満であって、かつ、退職被

保険者の年間収入の 2分の 1未満である場合は、原則として退職被扶養者に該当するもの

とすること、また、認定に係る年間収入については、可能な限り直近のものを用いること

とするが、一般的には、前年の年間収入により認定しても差し支えないことなどの判定基

準を示している。

そして、退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、その者の属

する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となった日の翌日又は当該被扶養

者を有するに至った日の翌日から起算して 14日以内に、市町村に退職被扶養者の資格取

得の届出をしなければならないこととなっている。

また、退職被保険者等が、老人保健法による医療を受けることができるようになった場

合（平成 20年 4月以降は 65歳に達した場合）には、国民健康保険の被保険者資格は退職被

保険者等から一般被保険者に異動することとなっている。

� 退職被保険者に係る届出を省略した適用

保険者である市町村における退職被保険者への資格異動（以下「退職被保険者の適用」と

いう。）は、前記のとおり、本来、退職該当者の属する世帯の世帯主からの届出を前提に行

われるものであり、当該届出のない退職該当者については、従来、年金受給権者一覧表
（注 5）

等

を活用して加入期間等を確認することにより、世帯主に届出を勧奨するなどして、退職被

保険者の適用の的確な実施が図られてきた。

（注 5） 年金受給権者一覧表 保険者である市町村において、国民健康保険の一般被保険者の

うち退職該当者を把握して、退職被保険者の適用を行うために、各被用者年金保険

の保険者が市町村別に作成する年金受給権者に係る一覧表であり、各都道府県の国

民健康保険団体連合会を経由して毎年度定期的に市町村に送付されている。
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しかし、国民健康保険における退職被保険者に対する給付割合が 15年度以降一般被保

険者と同一の 7割（14年度以前は、退職被保険者に対する給付割合は 8割）となって被保

険者の自己負担の割合に格差がなくなり、退職被保険者に係る届出が的確に行われなくな

ることが懸念された。そこで、退職被保険者の適用の的確な実施と被保険者の利便の向上

を図るため、退職該当者であることを市町村が公簿等により確認することができるとき

は、届出がない場合であっても、当該届出を省略しての適用（以下「届出を省略した適用」

という。）が可能となるよう、15年 3月に国民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生省令第 53

号）の改正が行われた。

また、これを受けて、同年同月、厚生労働省では、各都道府県に通知「国民健康保険の

退職被保険者等に係る適用について」（平成 15年 3月 31日保国発第 0331003号）を発して、年

金受給権者一覧表等により被用者年金加入期間等退職被保険者に該当する事実を市町村が

確認することができる場合には、届出を省略した適用ができる旨を通知した。

一方、退職被扶養者についても、同様のことが懸念されたが、厚生労働省では、退職被

扶養者の資格要件に該当する者（以下「退職被扶養該当者」という。）の退職被扶養者への資

格異動（以下「退職被扶養者の適用」という。）については、個別の世帯状況及び収入額を確

認する必要があるとして、引き続き届出を省略した適用を認めていなかった。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

20年度に新たな高齢者医療制度が創設されたことに伴い、退職者医療制度は廃止される

こととなったが、26年度までの間に退職被保険者等となった者については、65歳に到達す

るまで、退職者医療制度を存続させる経過措置が執られることとなった。そして、20年度

以降数年間は、退職被保険者等の数は増加することが見込まれており、引き続き退職被保険

者等の適用を的確に行うなどその適切な運用が求められている。

また、前記のとおり、退職被保険者については、届出を省略した適用ができるよう制度改

正が行われたところであるが、退職被扶養者については、引き続き届出を省略した適用は認

められておらず、専ら届出を勧奨するなどして適用が行われてきた。

そこで、経済性等の観点から、国民健康保険の保険者である市町村において、退職被扶養

者の適用が的確に行われ、ひいては、国庫負担金の交付額の算定が適切に行われているかに

着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、17年 11月から 19年 6月まで、28都道府県
（注 6）

の 277市区において、当該市区が届

出を省略した適用を行った退職被保険者と同一世帯に属する退職被扶養該当者の適用状況等

について被保険者台帳等の書類により会計実地検査を行った。

（注 6） 28都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、岩手、山形、福島、茨城、埼玉、千

葉、神奈川、新潟、福井、長野、静岡、愛知、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、島根、

岡山、徳島、香川、高知、福岡、長崎、鹿児島各県

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 届出勧奨を的確に行っていないもの

上記の 277市区のうち、28都道府県の 211市区では、16年度に 73,106人の退職該当者
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に届出を省略した適用を行い、退職被保険者としていた。そして、当該市区の保有する被

保険者の収入等に関する情報を活用して、退職被保険者に係る個別の世帯の状況及び収入

額を確認したところ、当該退職被保険者と同一の世帯に属する者のうち、退職被扶養該当

者と認められる者は 35,062人であることが判明した。

211市区では、退職被保険者の属する世帯に退職被扶養者の資格取得の届出を勧奨する

文書を送付するなどの届出勧奨を行っていた。しかし、その後は、当該市区の保有する情

報を活用することなく、退職被扶養該当者がいるのに届出を行わない世帯の把握や、届出

を行わない世帯に対する再度の届出勧奨を行っていなかった。このため、退職該当者に届

出を省略した適用を行ってから 1年以上経過した 17年度末においても、退職被扶養者の

適用が行われていない一般被保険者（以下「未適用者」という。）は 14,175人、退職被扶養該

当者に対する未適用者の割合（以下「未適用率」という。）は 40.4％となっていた。

上記の事態について事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A市では、平成 16年度に 249人の退職該当者に届出を省略した適用を行っていた。

そして、同市の保有する被保険者の収入等に関する情報を活用して、退職被保険者に係

る個別の世帯の状況及び収入額を確認したところ、当該退職被保険者と同一の世帯に属

する者のうち、退職被扶養該当者と認められる者は 124人であることが判明した。

同市では、上記の適用に当たり、退職被保険者 249人の属する世帯に、退職被保険者

の被保険者証を郵送していたが、併せて、退職被扶養該当者がいる場合は市役所に出向

いて届出を行うよう勧奨する文書を同封していた。しかし、その後は、同市の保有する

情報を活用することなく、退職被扶養該当者がいるのに届出を行わない世帯の把握や、

届出を行わない世帯に対する再度の届出勧奨は行っていなかった。このため、退職該当

者に届出を省略した適用を行ってから 1年以上経過した 17年度末においても、未適用

者は 69人、未適用率は 55.6％となっていた。

イ 届出勧奨を的確に行ってもなお未適用者がいるもの

一方、前記の 277市区のうち、211市区以外の 20都道府県の 66市区では、16年度に

9,060人の退職該当者に届出を省略した適用を行い、退職被保険者としていた。そして、

当該市区の保有する被保険者の収入等に関する情報を活用して、退職被保険者に係る個別

の世帯の状況及び収入額を確認したところ、当該退職被保険者と同一の世帯に属する者の

うち、退職被扶養該当者と認められる者は 3,820人であることが判明した。

66市区では、退職被保険者の属する世帯に退職被扶養者の資格取得の届出を勧奨する

文書を送付するなどして届出勧奨を行っていた。そして、その後退職被扶養該当者がいる

のに届出を行わない世帯がある場合は、当該市区の保有する情報を活用してそれを把握し

た上で、これらの世帯に対して、電話、文書等により再度の届出勧奨を行っていた。この

結果、42市においては未適用者がいなくなったが、24市区では退職該当者に届出を省略

した適用を行ってから 1年以上経過した 17年度末においても、未適用者は 712人、退職

被扶養該当者 2,425人に係る未適用率は 29.3％、66市区の全体でみると 18.6％となって

いた。

第
3
章

第
1
節

第
9

厚
生
労
働
省

― 380 ―



上記のとおり、届出勧奨を的確に行っている 66市区における未適用率は、的確に行っ

ていない 211市区における未適用率よりも低くなっていた。また、66市区では届出勧奨

を的確に行ってもなお、一部の市区において未適用者が相当数に上る状況となっていた。

このように、退職被扶養者の適用が的確に行われていない事態は、国民健康保険と被用

者保険との間の費用負担の不合理を是正して、国民健康保険の健全な財政運営を図るため

に設けられている退職者医療制度の趣旨にそぐわないものである。また、退職被扶養者の

適用を的確に行っている保険者と的確に行っていない保険者との間で国庫負担金の交付が

公平を欠く結果にもなっている。これらのことなどから、上記の事態は適切とは認められ

ず、改善を図る必要があると認められた。

（過大に交付される結果となっていた国庫負担金）

前記アの 211市区と、イの 24市区との計 235市区の 17年度末における未適用者 14,887

人に係る退職者該当年月日から 17年度末までの医療給付費は計 49億 3662万余円（13年

度～17年度）であり、これに係る国庫負担金計 18億 8219万余円が過大に交付される結果と

なっていると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。

ア 厚生労働省において、前記の事態について十分に把握しておらず、市区の保有する被保

険者の収入等に関する情報を活用して、退職被扶養該当者がいるのに届出を行わない世帯

を把握することなどにより、届出を省略した適用が可能となるのに、退職被扶養者に係る

届出を省略した適用についての制度を整備していなかったこと

イ 市区において、退職被扶養者に係る届出勧奨を的確に行っていなかったこと、また、都

道府県において、市区における届出勧奨の実施状況を十分把握しておらず、当該市区に対

する助言が十分でなかったこと、さらに、厚生労働省において、退職被扶養者に係る届出

勧奨の具体的な方法などについて明確に示していなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、厚生労働省は、国民健康保険における退職被扶養者

の適用を的確に行うよう、19年 9月に都道府県に対して通知を発した。その後、20年 3月

に国民健康保険法施行規則を改正するなどして、次のような処置を講じた。

ア 市町村の保有する被保険者の収入等に関する情報を活用するなどして退職被扶養該当者

に対して、退職被扶養者に係る届出を省略した適用を行うことができるよう制度を整備し

た。

イ 退職被扶養者に係る届出勧奨の具体的方法を定めるとともに、都道府県に市町村におけ

る届出勧奨の実施状況を把握させ、取組が十分でない市町村に対しては、その的確な実施

を図るために助言させることとした。

本院は、今回会計実地検査を行った 28都道府県を含むすべての都道府県において、厚生

労働省が講じた処置に基づき退職被扶養者の適用が的確に実施されているか、引き続き、検

査していくこととする。
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（ 4） 労働者災害補償保険給付を不正受給した職員に対する返還請求に当たり、労働者災害

補償保険法に基づく返還請求権が時効消滅している場合には、民法に基づく返還請求

を行うよう改善させたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（労災勘定）（項）保険給付費

部 局 等 2労働局

返還請求すべき
国の損害の概要

職員が労働者災害補償保険給付を不正受給したことによって生じた国

の損害

損 害 額 7226万余円

上記のうち適切
な返還請求がな
されていなかっ
た損害額

4702万円

1 労働者災害補償保険給付の不正受給者に対する返還請求の概要

� 不正受給者に対する返還請求の根拠

厚生労働省は、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法」とい

う。）に基づいて、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病等に対して療養の給付

等の保険給付を行っている。そして、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者が

ある場合には、労災保険法第 12条の 3の規定に基づき、その保険給付に要した費用に相

当する金額の全部又は一部を当該不正受給者から徴収することとしている（以下、労災保

険法第 12条の 3の規定に基づく不正受給者に対する費用徴収の権利を「費用徴収請求権」

という。）。

上記の不正受給者に対する費用徴収については、労災保険法制定当初、民法（明治 29年

法律第 89号）の不法行為による損害賠償請求の規定ないし不当利得による返還請求の規定

を適用して不正受給者に対する返還請求を行っていたが、昭和 40年の労災保険法の改正

により、労災保険法上の権利として新設して、国税滞納処分の例により強制徴収するなど

としたものである。

この費用徴収請求権に基づく返還請求等の事務は、各都道府県労働局長が歳入徴収官等

として行うこととなっている。

� 費用徴収請求権の消滅時効

費用徴収請求権の消滅時効は、労災保険法第 12条の 3の規定により労働保険の保険料

の徴収等に関する法律（昭和 44年法律第 84号）第 41条の規定が準用されて不正に受給した

日から 2年となっており、民法第 709条の不法行為の規定に基づく損害賠償請求権（以下

「損害賠償請求権」という。）の消滅時効が民法第 724条の規定により、不法行為の時から

20年を経過したとき又は当該損害等を知った時から 3年行使しないときとされているこ

とと比較すると、短期間となっている。

このように費用徴収請求権の消滅時効が短期間とされている理由について、厚生労働本

省は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、できる限りそれを

早く解消して、確実に取り戻すべきで、そのためには国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）

の例により強制徴収等の強力な手段を用いることが適当であり、また、このような強力な
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手段を有しつつ、それを用いないまま、当事者間の権利関係が不安定な状態に置かれるこ

とは、法的安定性という点から好ましくないとしている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

労災保険法に基づく保険給付のうちの給付金（以下「保険給付金」という。）の不正受給は、

労働基準監督署等の職員（以下「職員」という。）による不正行為として行われる場合がある。

そして、職員は一般に保険給付の要件、手続等に精通していることから、これらの職員に

よって不正行為が行われた場合、不正行為期間が長期間にわたったり、発覚まで時間を要し

たりすることも想定される。

そこで、本院は、厚生労働本省等において、平成 10年から 19年までの間に発覚した職員

による不正受給について、合規性等の観点から、返還請求等が適切に行われているかに着眼

して会計実地検査を行い、厚生労働本省の担当職員から債権管理の状況等についての説明を

聴取するなどして検査した。

（検査の結果）

検査の結果、10年から 19年までの間に発覚した職員による不正受給の件数及び金額は、

次表のとおり、大阪、長崎両労働局において計 3件、7226万余円となっており、これらの

返還請求に当たって、不正受給が発覚した時点において既に 2年が経過していたことなどに

より費用徴収請求権が時効消滅しているとして、返還請求を行っていなかったものの金額は

計 4702万余円となっていた。

表 職員による不正受給の損害額及び返還請求の状況 （単位：千円）

労働
局名

職員による不正受給が行
われた労働基準監督署名 不正受給期間 発 覚 時 期 損 害 額

左のうち返還請
求が行われてい
なかったもの

長崎 諫早、厳原 平成 7年 5月～
13年 6月 平成 13年 7月 8,580 2,432

大阪

堺、岸和田、泉大津、淀
川、羽曳野

昭和 63年 11月～
平成 14年 11月 平成 14年 11月 49,911 30,822

大阪南 平成 13年 3月～
13年 6月 平成 17年 3月 13,768 13,768

3件（ 8労働基準監督署） 72,260 47,023

（注） 諫早、厳原両労働基準監督署における不正受給については平成 13年度決算検査報告に、堺労働
基準監督署等 5労働基準監督署における不正受給については平成 14年度決算検査報告に、大阪南
労働基準監督署における不正受給については平成 18年度決算検査報告にそれぞれ不当事項（不正行
為）として掲記している。

上記のように、職員による不正受給について 2年の消滅時効を適用している理由として、

厚生労働省は、労災保険法において、民法とは異なる取扱いを定めている場合は、費用徴収

請求権のみを行使することとして、民法に基づく請求は行わない取扱いとしていたためとし

ている。

しかし、大阪、長崎両労働局において、職員による不正受給が長期間にわたっていたり、

発覚までに相当期間を要したりして、損害金の多くが消滅時効にかかっている事態を考慮す

ると、職員が不正受給を行い国に損害を生じさせて、費用徴収請求権が時効消滅している場
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合には、国の損害の適切な補てんのために、損害賠償請求権に基づく返還請求を行うことが

適切であったと認められた。

したがって、厚生労働省において、職員による不正受給により国に損害が生じた場合に

は、費用徴収請求権のみを行使することとして、損害賠償請求権に基づく返還請求を行って

いないことは適切とは認められず、国の損害の適切な補てん及び会計経理の適正な規律の確

保等の見地から、損害賠償請求権を適切に行使するよう、改善を図る必要があると認められ

た。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、厚生労働省において、職員による不正受給について、

労災保険法に基づく返還請求のみを行う取扱いを継続して、損害賠償請求権に基づく返還請

求についての検討を十分行っていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、厚生労働省は、20年 7月に都道府県労働局に対し

て通知を発するなどして、従来の取扱いを変更して、職員による不正受給により生じた保険

給付金に係る国の損害の回復を適切に行うために、職員による不正受給により国に損害が生

じた場合で、費用徴収請求権が時効により消滅する部分が生じてしまう場合には、損害賠償

請求権による債権の管理を行うこととして、国に生じた損害の適切な補てんを図る処置を講

じた。

（ 5） 民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練について、職業の安定等を目的とす

る趣旨を踏まえて、就職者等から短期雇用者を除くことにより、就職支援経費の算定

方法を適切なものとするよう改善させたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定）（項）雇用安定等事業費

部 局 等 厚生労働本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 独立行政法人雇用・能力開発機構

補 助 事 業 職業訓練事業

補助事業の概要 能力開発事業として、民間教育訓練機関等に委託して職業訓練を実施

するもの

知識等習得コー
ス数

全 3,205コース

就職支援経費実
績額

26億 2067万余円（平成 18、19両年度）

上記に係る国庫
補助金交付額

26億 2067万余円

短期雇用者を除
いた場合の就職
支援経費の開差
額

7億 4291万余円（平成 18、19両年度）

上記に係る国庫
補助金交付額

7億 4291万円
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1 委託訓練の概要

厚生労働省は、職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号）等に基づき、職業に必要な労働

者の能力を開発・向上させることを促進して、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を

図ることなどを目的として、求職者を対象とした職業訓練を実施している。そして、厚生労

働省は、職業訓練のうち、民間教育訓練機関等に委託して実施する委託訓練（以下、この訓

練を「委託訓練」という。）を、委託訓練の推進に関する同省職業能力開発局長通達に添付の委

託訓練実施要領（平成 13年 12月能発第 519号。以下「実施要領」という。）に基づき、独立行政

法人雇用・能力開発機構（以下「機構」という。）及び都道府県に行わせている。

上記の委託訓練のうち機構が実施する知識等習得コースは、公共職業安定所が受講指示等

を行った求職者に必要な知識、技能等の職業能力を付与する訓練である。同コースに係る委

託費は、厚生労働省が機構に対して交付する雇用開発支援事業費等補助金を財源として国が

全額負担している。

知識等習得コースに係る委託費は原則として訓練実施経費と就職支援経費から成り、この

うち、就職支援経費は就職率の向上を図ることを目的として平成 16年度に導入されたもの

である。同経費の額は、実施要領において、�訓練修了者、�訓練修了後 3か月以内に就職

した者（以下「就職者」という。）、�訓練修了前に退所した者のうち退所時点で就職した者（以

下「中退就職者」という。）の人数から、次の算定式により算定した就職率に応じて、受講生 1

人 1月当たり最高 21,000円（消費税込み。以下同じ。）とされている。

就職率＝
就職者 ＋ 中退就職者
訓練修了者 ＋ 中退就職者

そして、上記の算定式で得られた就職率が 70％以上の場合は就職支援経費の最高額を、

50％以上 70％未満の場合は最高額の半額をそれぞれ支給することとされており、50％未満

の場合は支給しないこととされている。

また、就職者及び中退就職者（以下「就職者等」という。）の範囲については、雇用形態及び

雇用期間の定めの有無又は長短を問わないこととされていることから、常用労働者
（注 1）

及び自営

業のほか、雇用期間が 4か月未満である短期雇用のパートタイム労働者（以下「パート労働

者」という。）、派遣労働者等（以下、これらを合わせて「短期雇用者」という。）も含まれること

とされている。

（注 1） 常用労働者 雇用契約において雇用期間の定めがないか又は 4か月以上の雇用期間が

定められている者

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、就職支援経費が適切に支給されているかなどに着眼して、

厚生労働省及び機構において、18年度に機構が委託契約を締結して、同年度中に修了した

委託訓練の知識等習得コース全 3,205コース（委託費計 122億 5063万余円、うち就職支援経

費の実績額計 26億 2067万余円。支払は 18、19両年度）について、委託契約書等の書類によ

り会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合は、更に厚生労

働省及び機構に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を

行った。
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（検査の結果）

検査したところ、次のような状況となっていた。

すなわち、就職支援経費の算定式で用いられる就職者等には、前記のとおり、短期雇用者

も含まれていた。

しかし、労働者の職業の安定等を目的とする職業訓練の趣旨からみて、短期雇用者を就職

者等に含めることは適切ではなく、就職支援経費の算定に当たっては、これらを除くべきで

あると認められた。

そこで、短期雇用者のうち、厚生労働省及び機構が民間教育訓練機関等の委託先から提出

を受けている資料等によっては確認することができないパート労働者の人数について、本院

において、厚生労働省の職業安定業務統計のデータから推計
（注 2）

することとした。そして、この

人数と短期雇用の派遣労働者の人数等を就職者等の人数から除外して就職支援経費を算定す

ると 18億 7775万余円となり、前記の実績額 26億 2067万余円（国庫補助金同額）に対して 7

億 4291万余円（国庫補助金同額）の開差が生じていた。

（注 2） 職業安定業務統計のデータから推計 全国の公共職業安定所における職業紹介業務の

実績を集計した職業安定業務統計のデータのうち、平成 18年度の就職件数につい

て、全パート労働者に占める雇用期間が 4か月以上の常用的パート労働者の人数割

合 91.3％を用いて短期雇用のパート労働者の人数を推計

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

機構 Aセンターは、平成 18年 8月に B校と同年 9月から 11月までの 3か月間に 30人

を受講生とした知識等習得コースの委託契約を締結して委託訓練を実施した。同センター

は、訓練修了後、B校が各受講生の修了後 3か月以内の就職状況を取りまとめた結果によ

ると、修了者 30人のうち就職者等が 23人（就職者 23人、中退就職者 0人）となっていた

ことから、就職率を 76.7％と算定して、最高額（受講生 1人 1月当たり 21,000円）の就職

支援経費 1,890,000円を支給していた。

しかし、就職者等の 23人には短期雇用者 4人（うちパート労働者 1人（推計））が含まれ

ており、この 4人を就職者等から除外すると常用労働者等は計 19人（就職者 19人、中退

就職者 0人）、就職率は 63.3％となることから、就職支援経費は最高額の半額（受講生 1

人 1月当たり 10,500円）の 945,000円となり、実績額 1,890,000円（国庫補助金同額）に対し

て、945,000円（国庫補助金同額）の開差が生じていた。

このように、就職支援経費に係る就職率の算定に当たり、就職者等について雇用形態及び

雇用期間の定めの有無又は長短を問わないこととして、就職者等の中に短期雇用者を含めて

いる事態は、職業の安定等を目的とする職業訓練の趣旨からみて適切とは認められず、改善

の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、厚生労働省において、16年度に知識等習得コースに

係る委託費に就職支援経費を含めるに当たり、職業訓練の目的である職業の安定等の点から

の検討が十分でなかったことによると認められた。
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3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、厚生労働省は、20年 10月に、実施要領を改正し

て、就職支援経費の算定に用いる就職者等の範囲について、短期雇用者を除いて雇用期間の

定めのない労働者又は 4か月以上の雇用期間が定められている労働者に限定することとし

て、同月以降に契約を締結する委託訓練から適用することとする処置を講じた。

（ 6） 国民年金・健康保険及び厚生年金保険の共同処理業務を請け負わせるに当たり、手作

業での業務割合を勘案することなどにより予定価格の積算を経済的に行うよう改善さ

せたもの

会計名及び科目 年金特別会計（業務勘定）（項）業務取扱費

部 局 等 社会保険庁

契 約 の 概 要 国民年金、健康保険及び厚生年金保険に係る社会保険オンラインシス

テムを用いた届書等の入力及び出力業務、発送業務等を行わせるもの

共同処理業務の
請負契約に係る
予定価格の積算
額

19億 3297万余円（平成 19年度）

低減できた積算
額

2億 5056万円（平成 19年度）

1 共同処理業務の概要

� 共同処理業務に係る契約の概要

社会保険庁は、国民年金、健康保険
（注 1）

及び厚生年金保険の各事業の業務を行っており、そ

の一環として、社会保険オンラインシステムを用いた届書等の入力及び出力業務、封入、

発送等の発送業務等を行っている。

各地方社会保険事務局は、これらの業務の合理化及び効率化を図ることを目的として、

社会保険庁が定めた「共同処理の実施について」（平成 13年庁保発第 26号社会保険庁運営部長

通知）等（以下「通知等」という。）に基づき、仕様書等を定めて、従来各社会保険事務所等が

行っていた業務を地方社会保険事務局に集約して共同で処理する業務（以下「共同処理業

務」という。）を外部の業者に請け負わせて実施している。そして、47社会保険事務局にお

ける共同処理業務の請負契約に係る予定価格の積算額は計 19億 3297万余円となってお

り、その支払額は毎年度多額に上っている。

� 共同処理業務の内容及び実施体制

通知等によると、共同処理業務の内容は、事務処理機器によるデータの入力及び出力業

務、手作業等で行う発送業務等となっており、その作業時間は、午前 8時 30分から午後

5時までとなっている。

また、共同処理業務に従事する者は、電子計算機の操作等についての知識等を有して作

業に従事する者（以下「業務従事者」という。）、業務従事者の服務等を統括管理して指揮命

令を行う責任者（以下「責任者」という。）及び責任者の不在時の補助となる者（以下「責任者

補助」という。）に区分されている。そして、請負業者は業務を開始する前までに、責任者

及び責任者補助の設置について各地方社会保険事務局の承認を得ることとなっている。
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2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、共同処理業務の請負契約に係る仕様書等の決定及び予定価

格の積算が、業務の実態を反映した適切なものとなっているかなどに着眼して、26社会保

険事務局
（注 2）

において会計実地検査を行うとともに、残余の 21社会保険事務局を含めた 47社会

保険事務局について、予定価格調書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われ

る事態があった場合には、更に社会保険庁及び各地方社会保険事務局に調査及び報告を求め

て、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、共同処理業務の請負契約に係る予定価格の積算において、次のような事

態が見受けられた。

� 共同処理業務における手作業での業務割合について

各地方社会保険事務局における請負業者の共同処理業務の実態を確認したところ、業務

従事者の中には、電子計算機の操作等を行っている者と、手作業を行っている者が混在し

ている状況であった。

そして、 3社会保険事務局
（注 3）

においては、予定価格の積算に当たり、業務従事者の作業内

容により電子計算機の操作等の業務と手作業での業務とを明確に区分して、手作業での業

務については電子計算機の操作等を行う者よりも安価な手作業に従事する者の人件費単価

で積算を行っていた。

これに対して、上記の 3社会保険事務局以外の 44社会保険事務局は、業務従事者のす

べてが電子計算機の操作等を行う者であるとして、これに相当する人件費単価を用いてい

た。

しかし、手作業での業務については、電子計算機の操作等を行う者より安価な手作業に

従事する者の人件費単価を用いることにすれば、人件費が大幅に減少することになると認

められた。

そして、電子計算機の操作等の業務と手作業での業務とを明確に区分していた上記の 3

社会保険事務局のうち、山梨社会保険事務局が共同処理業務に係る作業時間に対する手作

業での業務割合を 36.9％と最も低く算出しており、この割合及び積算参考資料を用いて

算出した人件費単価を基に、これより安価な人件費単価を用いていた 3社会保険事務局
（注 4）

を

除く 41社会保険事務局
（注 5）

の業務従事者の人件費を修正計算すると、積算額は計 1億 9967万

余円（後記�に係る修正を考慮していない。）過大となっていた。
� 責任者及び責任者補助の人数について

3社会保険事務局
（注 6）

は、予定価格の積算に当たり、責任者及び責任者補助の人数を算出し

て、これにそれぞれの人件費単価を乗ずるなどして積算していた。

しかし、業務を開始する前までに請負業者から提出されて、 3社会保険事務局が承認し

た人数を確認したところ、それぞれ 1人となっていて、 3社会保険事務局が積算で算出し

ていた人数よりも少なくなっており、これにより支障なく作業が行われていた。このこと

から、 3社会保険事務局が承認した人数により人件費を修正計算すると、積算額は計

4171万余円過大となっていた。

上記について事例を示すと次のとおりである。
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＜事例 1＞

A社会保険事務局は、総作業時間から業務の実施に必要な人数を責任者 1人、責任者

補助 7.2人などと算出して、これにそれぞれの人件費単価を乗ずるなどして人件費を積

算していた。

しかし、同事務局が承認した責任者及び責任者補助の人数はそれぞれ 1人となってお

り、これにより支障なく作業が行われていたことから、責任者及び責任者補助をそれぞ

れ 1人、業務従事者を残りの 6.2人として人件費を修正計算すると、同事務局の積算額

は 2086万余円過大となっていた。

なお、上記の 3社会保険事務局以外の 44社会保険事務局においては、積算で算出して

いた責任者及び責任者補助の人数と、各地方社会保険事務局に事前に提出されて承認した

人数とにか
�

い
�

離はなかった。

� 時間外勤務手当等及び諸経費について

ア 6社会保険事務局
（注 7）

は、責任者、責任者補助及び業務従事者の人件費を積算するに当た

り、積算参考資料に記載されている人件費単価を基に積算していた。

しかし、共同処理業務の作業時間は、前記のとおり午前 8時 30分から午後 5時まで

となっているのに、積算参考資料に記載されている人件費単価は時間外勤務手当等を含

んだものであった。このことから、人件費は時間外勤務手当等を含まない人件費単価に

基づいて算出するべきであり、これに基づき修正計算すると、積算額は計 721万余円

（前記�に係る修正を考慮していない。）過大となっていた。
上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 2＞

B社会保険事務局は、業務従事者の人件費について、積算参考資料に記載されてい

るサービス業に従事する者の月額現金給与額を 1月当たりの所定内労働時間数である

172時間で除して 1時間当たりの単価を決定していた。しかし、この月額現金給与額

には時間外勤務手当等が含まれているものであった。このことから、時間外勤務手当

等を含まない給与額を所定内労働時間数で除して人件費を修正計算すると、同事務局

の積算額は 194万余円過大となっていた。

イ 5社会保険事務局
（注 8）

は、予定価格を積算するに当たり、作業内容ごとに積算参考資料に

記載されている人件費単価にそれぞれ作業時間を乗じて、更に諸経費を加えるなどして

積算していた。

しかし、上記の積算参考資料に記載されているシステム運用業務の技術者料金等はシ

ステム運用業者等の諸経費込みの料金であるため、更に諸経費を加算するのは諸経費を

二重に計上することになると認められた。このことから、諸経費を加算しないで人件費

を修正計算すると、計 395万余円（前記�に係る修正を考慮していない。）過大となって
いた。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 3＞

C社会保険事務局は、積算参考資料に記載されているシステム運用業務の技術者料

金を用いて責任者の人件費を算出して、これに諸経費に相当する金額を加えて予定価

格を積算していた。しかし、この技術者料金はシステム運用業者の諸経費込みの料金
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であることから、諸経費を加算しないで人件費を修正計算すると、同事務局の積算額

は 131万余円過大となっていた。

このように、共同処理業務の請負契約に係る予定価格の積算に当たり、すべての業務従事

者が電子計算機の操作等を行うとして人件費単価を決定していたり、責任者及び責任者補助

の人数の実態を勘案して算出していなかったりするなどしていた事態は適切とは認められ

ず、改善の必要があると認められた。

（低減できた積算額）

上記により、平成 19年度の共同処理業務の請負契約に係る予定価格の積算額について修

正計算すると積算額は計 16億 8240万余円となり、前記の各地方社会保険事務局の積算額計

19億 3297万余円と比べて、計 2億 5056万余円（前記�及び�の事態は重複しているものが
あるため、それぞれの事態を合計した金額とは一致しない。）低減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、社会保険庁において、次のようなことなどによると認

められた。

ア 各地方社会保険事務局に対して通知等を発する際に、共同処理業務を経済的に実施する

ための検討及び確認が十分でなかったこと

イ 各地方社会保険事務局が不適切な予定価格の積算を行っていたのに、その状況を十分に

把握しておらず、経済的な積算となるような統一的な取扱いを示すなど各地方社会保険事

務局に対する指導が十分でなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、社会保険庁は、20年 9月に、各地方社会保険事務

局に対して、次のような内容の事務連絡を発して、21年度の共同処理業務の請負契約から

適用する処置を講じた。

ア 共同処理業務の請負契約に係る仕様書において定めるべき業務従事者の要件について、

電子計算機の操作等を伴う者と伴わない者に区分して、それぞれの事務分掌を定めたこと

イ 予定価格の積算に当たり、上記の区分に基づいて人件費を適切に算出すること、責任者

及び責任者補助の人数は実態を勘案して算出すること、人件費単価には時間外勤務手当等

を見込む必要がないこと及び諸経費は二重に計上することのないようにすること

（注 1） 健康保険 健康保険法（大正 11年法律第 70号）の改正により、従来政府が管掌していた

健康保険は、平成 20年 10月 1日以降、全国健康保険協会が管掌することとなっ

た。ただし、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額

の決定等の業務については、引き続き社会保険庁が行うこととなっている。

（注 2） 26社会保険事務局 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、

新潟、富山、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、香川、愛

媛、福岡、佐賀、大分、鹿児島各社会保険事務局

（注 3） 3社会保険事務局 北海道、山梨、宮崎各社会保険事務局

（注 4） 3社会保険事務局 山形、茨城、大阪各社会保険事務局

（注 5） 41社会保険事務局 青森、岩手、宮城、秋田、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、東

京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京

都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高

知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄各社会保険事務局
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（注 6） 3社会保険事務局 東京、大阪、福岡各社会保険事務局

（注 7） 6社会保険事務局 山梨、岐阜、滋賀、京都、和歌山、香川各社会保険事務局

（注 8） 5社会保険事務局 青森、秋田、山形、新潟、佐賀各社会保険事務局

平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

（ 1） 健康保険・厚生年金保険適用関係届書に係るデータ入力等業務委託契約の予定価格の

積算について （平成 18年度決算検査報告 224ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

（検査結果の概要）

社会保険庁は、事業主等から提出された健康保険・厚生年金保険適用関係の各種届書（以

下、これらを「届書」という。）のデータ入力業務及び届書等を社会保険事務所等と当該データ

入力を行う作業場との間で搬送する業務（以下、これらの業務を「データ入力等業務」とい

う。）を外部の業者に委託して実施しており、平成 18年度においては、富山、石川、福井各

社会保険事務局（北陸ブロック）分、京都、奈良、和歌山各社会保険事務局（南近畿ブロック）

分及び山口、福岡、熊本、大分各社会保険事務局（北九州ブロック）分の契約について、それ

ぞれ一括して一般競争契約により締結していた。

このデータ入力等業務委託契約の予定価格の積算において、データ入力経費については、

数字、カナ、漢字ごとの文字数に、それぞれ入力単価を乗ずるなどして算定しており、ま

た、搬送経費については、契約期間内における搬送予定回数に、人件費等を乗ずるなどして

算定していた。

そこで、経済性等の観点から、データ入力経費の算定がデータ入力業務に使用する装置の

持つ効率的な機能を考慮したものとなっているか、搬送経費の算定が配送業者を活用した経

済的なものとなっているかなどに着眼して前記の 3ブロック分の契約について会計実地検査

を行ったところ、次のような事態が見受けられた。

ア データ入力経費については、個別の届書ごとに共通して使用する届書コードなど、同一

のデータを入力する項目について固定項目の設定を行うことになっていなかったため、届

書の入力データ 1件ごとに届書コード等の文字数をすべて合計して積算を行っていた。

イ 搬送経費については、配送業者を活用することについての検討を行うことなく、契約期

間における 1週間の平均の搬送予定回数を算出して、これに人件費等を乗ずるなどして、

委託業者の車両で搬送するとして積算を行っていた。

（検査結果により求めた是正改善の処置）

本院は、社会保険庁において予定価格の積算を適切なものとするよう、次のとおり、社会

保険庁長官に対して 19年 10月に、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求

めた。

ア データ入力経費について、データ入力業務を効率的に行うため、同一のデータを入力す

る項目については固定項目の設定を行い、それを前提としたデータ入力文字数を定めるこ

と
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イ 搬送経費について、委託業者の車両による搬送経費と、個人情報保護等の安全性が確保

された配送業者を活用した搬送経費との比較検討を十分行うこと

2 当局が講じた処置

本院は、社会保険庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、社会保険庁は、本院指摘の趣旨に沿い、20年度に締結する契約から次のよ

うな処置を講じていた。

ア データ入力業務については、効率的にデータ入力を行うため、個別の届書ごとに変わら

ない項目については、データ入力項目の固定項目の設定を行い、これを前提としたデータ

入力文字数を定めることとした。

イ 搬送経費については、委託業者の車両による搬送経費と、個人情報保護等の安全性が確

保された配送業者を活用した搬送経費との比較を行い、より経済的な積算額を算定するこ

ととした。

（ 2） 国民健康保険広域化等支援事業費等補助金について

（平成 18年度決算検査報告 228ページ参照）

1 本院が表示した意見

（検査結果の概要）

厚生労働省は、市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）が運営す

る国民健康保険事業の運営の広域化、財政の安定化を目的として都道府県が設置する国民健

康保険広域化等支援基金（以下「基金」という。）の造成費用の 2分の 1を補助するために、平

成 14年度から 16年度までの間に国民健康保険広域化等支援事業費等補助金（以下「補助金」

という。）総額 143億 7226万円を交付している。

都道府県は、基金を原資として、市町村合併等を実施した際に保険料（国民健康保険税も

含む。以下同じ。）の急激な引上げを緩和するために要する費用を無利子で貸し付ける保険財

政広域化支援事業（以下「広域化支援事業」という。）及び一時的に生じた財政不足の補てんに

要する費用を無利子で貸し付ける保険財政自立支援事業（以下「自立支援事業」という。）を実

施することとされている。

なお、貸付金の償還については、いずれの場合も、貸付けの翌々年度から 3か年度で、各

年度 3分の 1ずつ行い、償還期間における保険料額の算定に当たっては、償還費用を保険料

算定基礎に算入することとなっている。

そこで、有効性等の観点から、多額の国庫補助を受けて造成された基金は有効に活用され

ているか、その規模は各都道府県の実情に即した適切なものとなっているかなどに着眼して

検査したところ、基金を造成した 45都道府県のうち 30府県において貸付実績がないなど、

基金が十分に活用されていなかった。

このような事態が生じているのは、厚生労働省において、過大な需要見込みに基づき基金

の総事業規模を決定したこと、都道府県ごとに広域化の進展状況や保険者の財政状況が異

なっている実態を考慮せずに、一般被保険者数を基礎として補助金の交付額を算定すること

としたこと、償還期間を短期間としたことなど貸付条件等が保険者からみて利用しにくいも
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のとなっていること、都道府県の保険者に対する制度周知が十分でないことなどによると認

められた。

（検査結果により表示した意見）

基金の 2分の 1相当額が国費を原資としていることを踏まえて、厚生労働省において適切

な取組が行われるよう、次のとおり、厚生労働大臣に対して 19年 10月に、会計検査院法第

36条の規定により意見を表示した。

ア 事業の前提となる状況が変化していることから、都道府県ごとの広域化の進展状況や保

険者の財政状況等を考慮して需要を再度調査して、その結果を基に都道府県と協議するな

どして、基金の廃止も含めた事業内容の見直しを行うこと

イ 広域化支援事業、自立支援事業のいずれについても、保険料の適正な引上げを基本とし

ながら、償還期間を延長してその緩やかな引上げを可能とするなど、貸付条件を見直した

り、都道府県に対して、管内保険者に制度を周知するよう指導したりするなど、利用の促

進を図る対策を講ずること

2 当局の処置状況

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、基金を設置している 45都道府県及

びその管内の全市町村に対して、需要動向等を把握するための調査を実施しており、今後、

その結果を踏まえて、貸付条件の見直しなどの利用促進策の導入及び事業内容の見直しにつ

いて引き続き検討を行っていくこととしている。
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第10 農 林 水 産 省

不 当 事 項

工 事

（714）国営総合農地防災事業における排水路工事の実施に当たり、設計が適切でなかったた

め、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 国営土地改良事業特別会計（平成 20年度以降は一般会計）

（項）北海道土地改良事業費

部 局 等 北海道開発局留萌開発建設部

工 事 名 富士見地区第 1号排水路工事

工 事 の 概 要 排水路整備と併せて橋りょうを架け替えるために、平成 19年度に橋

台の築造、橋りょう上部工の製作、架設等を行うもの

工 事 費 225,750,000円（当初契約額 228,900,000円）

請 負 人 株式会社石山組

契 約 平成 19年 9月 一般競争契約

支 払 平成 19年 10月、20年 4月 2回

不適切な設計と
なっている工事
費

17,052,014円

1 工事の概要

この工事は、北海道開発局留萌開発建設部（以下「留萌建設部」という。）が、国営総合農地

防災事業の一環として、北海道天塩郡天塩町富士見地区において、排水路整備と併せて排水

路に架かる農道の橋りょうを新橋（橋長 17.6 m、幅員 6.2 m）に架け替えるために、平成 19
けた

年度に、下部工として橋台 2基の築造、上部工としてプレストレストコンクリート桁（以下

「PC桁」という。）の製作、架設等を工事費 225,750,000円で実施したものである。そして、こ

の橋りょうは、橋軸と支承の中心線とのなす角が 60度の斜橋となっている（参考図参照）。

この橋りょうの設計は、重量の大きな車両が通行することから、一般道路と同様に「道路

橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編。以下「示方書」という。）等に基づいて行われてい

る。そして、示方書によると、設計で想定されない地震動が作用するなどした場合でも上部

構造の落下を防止することができるように、落橋防止システムを設けることとされている。

この落橋防止システムの構成は、落橋防止構造、桁かかり長等
（注）

の中から、橋りょうの形式、

地盤条件等に応じて適切に選定することとされている。

このうち落橋防止構造は、上部構造の両端が剛性の高い橋台に支持されていて、上部構造

の長さが 25 m以下の橋りょうについては、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当し

て、その設置を省略することができることとされている。

留萌建設部は、本件橋りょうが PC桁の両端が剛性の高い橋台に支持されていること、PC

桁の長さが 17.6 mであることから、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当するの

で、落橋防止構造の設置を省略しても耐震設計上安全であるとして、これにより施工してい

た。
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2 検査の結果

本院は、留萌建設部において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに

着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算書等の書

類により検査したところ、落橋防止システムの設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、示方書によると、落橋防止構造を省略することができるとされている橋りょう

であっても、斜橋の場合には、予期しない大きな変位が生ずることがあるためその必要性を

所定の判定式により判定しなければならないとされている。しかし、本件橋りょうの設計に

当たっては、この判定を行っていなかった。

そこで、この判定式に本件橋りょうの PC桁の長さや幅員の条件を当てはめて計算すると

落橋防止構造を設置する必要があると認められた。

このような事態が生じていたのは、留萌建設部において、委託した設計業務の成果品に誤

りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件橋りょうの上部工等は、設計が適切でなかったため落橋防止構造が設置

されておらず、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る工事費相当

額 17,052,014円が不当と認められる。

（注） 落橋防止構造、桁かかり長 桁と橋台の胸壁を PC鋼材で連結するなどして、上下部構

造間に予期しない大きな相対変位が生じた場合に、これが桁かかり長（桁端部から下

部構造頂部縁端までの長さ）を超えないようにする構造

橋りょう概念図

（参 考 例）

（参 考 図）
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補 助 金 （715）―（756）

1 補助金の概要

農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省

は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付してい

る。

2 検査の結果

本院は、46都道府県及びその管内の 1,861市町村等並びに 229団体において、合規性、有

効性等の観点から会計実地検査を行った。

その結果、 6道県、 7道県管内の 8町村等及び 11団体計 25事業主体が実施した経営体育

成基盤整備事業、国産稲わら等確保促進事業等の 25事業に係る国庫補助金 126,632,896円が

不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

� 工事の設計が適切でないもの

6事業 不当と認める国庫補助金 16,974,693円

� 補助金を過大に受給しているもの

4事業 不当と認める国庫補助金 27,908,542円

� 補助金の交付額の算定が適切でないもの

4事業 不当と認める国庫補助金 21,245,647円

� 補助対象事業費を過大に精算しているもの及び補助金を過大に受給しているもの

3事業 不当と認める国庫補助金 9,120,004円

� 補助対象事業費を過大に精算しているもの

2事業 不当と認める国庫補助金 16,793,972円

� 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 17,130,237円

� 補助の目的を達していないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 6,460,139円

	 事業の一部を実施していないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 3,468,250円


 工事の施工が設計と相違しているもの

1事業 不当と認める国庫補助金 2,753,872円

� 事業の一部を実施していないもの及び補助の対象とならないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 2,411,700円

� 補助金の交付額の算定が適切でないもの及び補助対象事業費を過大に精算しているもの

1事業 不当と認める国庫補助金 2,365,840円

このほか、12事業主体における国庫補助事業に係る事務費等について、不適正な経理処

理を行っていたもの及び補助の対象とならないものがあり、これに係る国庫補助金相当額

265,306,384円が不当と認められる。

また、 4事業主体が実施した沿岸漁業改善資金の貸付事業において、 5事業の貸付けが適

切でなく、これに係る国庫補助金相当額 18,687,465円が不当と認められる。

これらを個別に示すと次のとおりである。
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（715）ため池等整備事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、洪水吐ゲート等

を操作する操作盤の地震時における機能の維持が確保されていない状態になっている

もの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）北海道農地等保全管理事業費

部 局 等 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

北海道

補 助 事 業 ため池等整備

補助事業の概要 水害等の災害を未然に防止するために、平成 18年度に既設の頭首工

に洪水吐ゲート、土砂吐ゲート等及びこれらを操作する操作盤等の製

作、設置を行うもの

事 業 費 64,564,500円

上記に対する国
庫補助金交付額

35,510,475円

不当と認める事
業費

5,007,040円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,753,872円

1 補助事業の概要

この補助事業は、北海道が、ため池等整備事業の一環として、浦河郡浦河町野深地区に

おいて、水害等の災害を未然に防止するために、平成 18年度に、既設の頭首工に洪水吐

ゲート、土砂吐ゲート等及びこれらを操作する操作盤（重量 450�）等の製作、設置を工事

費 64,564,500円（国庫補助金 35,510,475円）で実施したものである。

上記操作盤の設置に当たっては、アンカーボルト（径 12�、長さ 100�（このうちねじ部

の長さ 30�））を 4本使用して操作盤を基礎コンクリートに固定することとすれば、アン

カーボルトに作用する引抜力等が許容引抜力等を下回ることとなり、操作盤が地震時に移

動・転倒して破損するおそれがなく安全であるとして、これにより設計して施工してい

た。そして、操作盤をアンカーボルトと座金付ナットで固定するに当たっては、請負業者

が提出して北海道が承認した施工承認図において、アンカーボルトを基礎コンクリートに

65�埋め込み、固定金具及び座金付ナット（厚さ計 23�）を経て同ナットの上面からねじ

部を 12�突き出させることとしていた（参考図 1参照）。

2 検査の結果

本院は、北海道において、合規性等の観点から、操作盤の設置が適切に施工されている

かなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、施工承認図、安定

計算書等の書類及び現地の状況を検査したところ、操作盤の設置に係る施工が次のとおり

適切でなかった。

すなわち、前記のとおり、操作盤の設置については、施工承認図において、アンカーボ

ルトを基礎コンクリートに 65�埋め込み、ねじ部の先端を座金付ナットの上面から 12�
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突き出させることとしていた。しかし、実際には、すべてのアンカーボルトが基礎コンク

リートに 65�より深く埋め込まれていたことから、ねじ部の先端が座金付ナットの上面
から突き出ておらず、座金付ナットの上面まで到達していないなどの状態となっていた

（参考図 2参照）。

以上のように、本件操作盤の設置については、施工承認図と異なる施工となっており、

アンカーボルトのねじ部の先端が座金付ナットの上面から突き出ていないことからアン

カーボルトと座金付ナットが完全にはかみ合っておらず、地震時に座金付ナットがアン

カーボルトから離脱するなどして、操作盤が移動・転倒して破損するおそれがある状態と

なっていた。そして、操作盤が破損した場合には、水害等の災害を未然に防止するための

洪水吐ゲート等の操作に支障が生ずることとなる。

このような事態が生じていたのは、請負業者がアンカーボルトによる操作盤の固定方法

についての理解が十分でないまま施工していたことにもよるが、北海道がこれに対して監

督及び検査を十分に行っていなかったことなどによると認められる。

したがって、本件操作盤（工事費相当額 5,007,040円）は、施工が適切でなかったため、

地震時における機能の維持が確保されていない状態となっており、これに係る国庫補助金

相当額 2,753,872円が不当と認められる。

（参 考 図 1）

施 工 承 認 図
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（参 考 図 2）

実際の施工の例

（716）新農業水利システム保全対策事業の実施に当たり、用水路の改修工事等が行われてお

らず、事業の一部が実施されていないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）北海道農業生産基盤整備事業費

部 局 等 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 北海道

間接補助事業者
（事 業 主 体）

由仁土地改良区

補 助 事 業 新農業水利システム保全対策

補助事業の概要 水田営農の担い手の育成に資する農業水利施設の管理の省力化等を実

現するなどのために、平成 18年度に老朽化等により機能が低下した

用水路の改修工事等を実施するなどのもの

事 業 費 9,936,500円

上記に対する国
庫補助金交付額

6,468,250円

不当と認める事
業費

6,936,500円

不当と認める国
庫補助金交付額

3,468,250円

1 補助事業の概要

この補助事業は、由仁土地改良区（北海道夕張郡由仁町所在）が新農業水利システム保全対

策事業の一環として、水田営農の担い手の育成に資する農業水利施設の管理の省力化等を実

現するなどのために、同町由仁 1地区において、平成 18年度に、老朽化等により機能が低
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下した用水路の改修工事等及び農業水利システム保全計画の策定を事業費 9,936,500円（国庫

補助金 6,468,250円）で実施したものである。

そして、同土地改良区は、上記の用水路の改修工事等を由仁 1地区に係る事業計画どおり

に実施したとする実績報告書を作成して、19年 5月にこれを北海道に提出するなどしてい

た。

2 検査の結果

本院は、北海道及び由仁土地改良区において、合規性等の観点から、本件補助事業が事業

計画書等に基づき適正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、

本件補助事業について、実績報告書等の書類及び現地の状況を検査したところ、次のような

事態が見受けられた。

すなわち、同土地改良区は、本件補助事業のうち、由仁 1地区において行うとしていた用

水路の改修工事等を全く実施しておらず、北海道に無断で由仁 1地区とは異なる地区におい

て農業水利施設の改修工事等を実施していた。そして、同土地改良区は、実績報告書に虚偽

の内容を記載するなどしていた。

このような事態が生じていたのは、同土地改良区において、補助事業を適正に実施すると

いう認識が欠如していたこと、北海道において、実績報告書に対する審査、確認が十分でな

かったことなどによると認められる。

したがって、本件補助事業は、事業の一部である用水路の改修工事等（事業費 6,936,500

円）が実施されておらず、これに係る国庫補助金 3,468,250円が不当と認められる。

（717）地域防災対策総合治山事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、盛土工が工

事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）治山事業費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 森林法（昭和 26年法律第 249号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

岩手県

補 助 事 業 地域防災対策総合治山

補助事業の概要 既設の谷止工の貯砂容量を増大させるとともに、それにより発生した

土砂を処理するために、平成 19年度に排土工及び盛土工を施工する

もの

事 業 費 18,501,000円

上記に対する国
庫補助金交付額

10,175,550円

不当と認める事
業費

4,828,126円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,655,469円
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1 補助事業の概要

この補助事業は、岩手県が、総合的な山地災害危険地対策を緊急に実施することにより、

山崩れ、土石流等の山地災害を未然に防止することを目的とした地域防災対策総合治山事業

の一環として、八幡平市松尾寄木地内において、平成 19年度に、土石流防止施設として築

造された既設の谷止工の貯砂容量を増大させるとともに、それにより発生した土砂（火山灰

質の粘性土）を処理するために、排土工及び盛土工を工事費 18,501,000円（国庫補助金

10,175,550円）で実施したものである。

このうち、排土工は、既設の谷止工の貯砂容量を増大させるために、上流側の両岸等を掘

削して、それにより発生した土砂を搬出するものであり、また、盛土工は、本件現場が広大

な森林公園内に位置していて近隣に土砂の処理場を求めることが困難であることから現場内

で処理することとして、当該搬出土砂 2,362�のうち 1,916�を、谷止工に隣接する工事用道
路敷跡に台形の断面形状で盛土（延長 96m、高さ約 2 m～ 3 m）するものである（参考図 1参

照）。
のり こう

同県は、排土工における切土法面の勾配（以下「切土勾配」という。）及び盛土工における盛

土法面の勾配（以下「盛土勾配」という。）について、次のとおり設計して、これにより施工し

ていた。

ア 排土工については、「道路土工のり面工・斜面安定工指針」（社団法人日本道路協会編。以

下「指針」という。）に基づいて切土勾配を 1：1.2とする。

イ 盛土工については、工事用道路敷跡の幅が狭い一方で、森林公園内の景観等に配慮して

盛土高を 3 m程度に抑える必要があることから、盛土量を確保するために、指針による

ことなく、盛土勾配を 1：1.0とする（参考図 2参照）。

2 検査の結果

本院は、岩手県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算書等の書類に

より検査したところ、本件盛土工の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、指針によると、盛土材が火山灰質の粘性土で、かつ、盛土高が 5 m以下であ

る場合には、盛土法面の標準勾配は 1：1.8から 1：2.0の範囲とすることとされているが、

同県では、本件盛土工において、前記のとおり、指針によることなく、現場条件のみを考慮

して盛土勾配を 1：1.0としていた。

このため、本件盛土勾配は、標準勾配の範囲のうち最も急勾配の 1：1.8と比べても著し

く急な勾配となっており、法面の安定が確保されておらず、降雨等により盛土法面が崩壊す

るおそれがあると認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、盛土工における法面勾配の設計の検討

が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件盛土工（工事費相当額 4,828,126円）は、設計が適切でなかったため、降

雨等により盛土が崩壊して、既設の谷止工上流側や森林公園内に土砂が流出するおそれがあ

り、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額 2,655,469円が不当と認めら

れる。
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（参 考 図 1）

本件工事現場 概念図

（参 考 図 2）

盛土工 横断図
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（718）森林環境保全整備事業等の実施に当たり、実態と異なる内容の交付申請を行っていた

ため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）森林環境保全整備事業費

（項）森林居住環境整備事業費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 森林法（昭和 26年法律第 249号）

補 助 事 業 者 山形県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

北村山森林組合

補 助 事 業 森林環境保全整備、森林居住環境整備

補助事業の概要 森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために、植栽、下

刈、間伐等の事業を実施するもの

事業費の合計 469,868,740円（平成 14年度～18年度）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

140,960,622円

不当と認める事
業費

57,100,790円（平成 14年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

17,130,237円（平成 14年度～18年度）

1 補助事業の概要

これらの補助事業は、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために、森林環

境保全整備事業等の一環として、植栽、下刈、間伐等の事業を実施するもので、林野庁は、

これらの事業を実施した森林所有者、森林組合等に対して都道府県が補助する場合等に、そ

の費用の一部として、都道府県に国庫補助金を交付している。

森林環境保全整備事業実施要領（平成 14年 13林整整第 885号林野庁長官通知）等によれば、補

助事業の実施方法としては、�森林所有者が事業主体となり、自ら又は他の林業者に請け負
わせて作業を実施して、補助金の交付申請及び受領を森林組合等に委任して行う方法、�森
林組合等が森林所有者から事業を受託して事業主体となり、自ら又は他の林業者に請け負わ

せて作業を実施して、補助金の交付申請及び受領を自ら行う方法等がある。

また、上記の要領等によれば、森林環境保全整備事業の中の流域公益保全林整備事業等の

うち、育成単層林整備の保育（植栽型）、人工造林等に係る事業（以下「面積要件事業」とい

う。）については、森林所有者が事業主体となる場合には、当該森林所有者による事業実施面

積の合計が 0.5ha以上でないと補助対象とならないこととなっている。一方、森林組合が事

業主体となる場合には、森林所有者ごとの事業実施面積が 0.5ha未満であっても当該森林組

合による事業実施面積の合計が 4ha以上であれば補助対象となることとなっている。

補助金の額は、植栽、下刈、間伐等の事業区分ごとに定められた標準単価に事業実施面積

を乗ずるなどして算出した補助対象事業費に補助率を乗じて算定することとなっている。ま

た、補助対象事業費の算出に当たり、森林組合が森林所有者から事業を受託して事業主体と

なる場合には、標準単価に 10％から 30％までの範囲内で、事業に携わる作業員の社会保険
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料等の経費相当額である諸掛費を加算することができるが、森林所有者が事業主体となる場

合には、諸掛費を加算できないこととなっている。

山形県尾花沢市に所在する北村山森林組合（以下「組合」という。）は、森林所有者から事業

を受託するなどして組合自らが事業主体となって事業を実施したとして、平成 14年度から

18年度までに実施した計 7,787件の事業について、同県に対して補助金の交付申請を行い、

標準単価に諸掛費（12％から 14％）を加算して算定した事業費計 469,868,740円に対して、国

庫補助金計 140,960,622円の交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助金の交付申請の内容が実態に即した適切なものとなっ

ているかなどに着眼して、山形県及び組合において、補助金の交付申請書等の書類により会

計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に同県に事

態の詳細について調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を

行ったところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。

すなわち、組合は、前記 7,787件のうち 7,406件（事業費計 425,272,910円、国庫補助金計

127,581,873円）については、植栽、下刈、間伐等の作業を請け負っている 10造林組合と契

約して実施したとしていた。

しかし、上記の各造林組合は実質的な活動を行っておらず、また、組合は造林組合に対し

て請負代金を支払っていないなど、両者の間に作業請負の実態はなかった。そして、実際

は、森林所有者が自ら又は他の林業者に請け負わせて作業を実施していることから、実質的

な事業主体は森林所有者であると認められた。

このため、前記 7,406件のうち 276件（事業費計 6,616,610円、国庫補助金計 1,984,983円）

は面積要件事業に該当していて、森林所有者が事業主体となる場合の事業規模の要件（事業

実施面積の合計が 0.5ha以上）を満たしていないことから、補助の対象とはならないもので

あった。

また、これらを除く 7,130件（事業費計 418,656,300円、国庫補助金計 125,596,890円）につ

いては、森林所有者が事業を実施したものであることから、標準単価に諸掛費を加算できな

いものであった。

このような事態が生じていたのは、組合において補助事業の適正な実施に対する認識が欠

けていたこと、同県において組合に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認め

られる。

したがって、前記の 276件に係る事業費計 6,616,610円については補助の対象とは認めら

れず、また、標準単価に諸掛費を加算していた 7,130件については、適正な事業費を算定す

ると計 368,172,120円となり、前記の事業費計 418,656,300円との差額計 50,484,180円が過大

に算定されており、これらの事業費計 57,100,790円に係る国庫補助金計 17,130,237円が過大

に交付されていて、不当と認められる。
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（719）家畜共済損害防止事業の実施に当たり、事業に使用する自動車の使用料を実際の走行

距離を把握することなく過大に算定していたため、交付対象事業費の精算が過大と

なっているもの

会計名及び科目 農業共済再保険特別会計（家畜勘定）

（項）農業共済組合連合会等交付金

部 局 等 農林水産本省

交 付 の 根 拠 農業災害補償法（昭和 22年法律第 185号）

交付金事業者
（事 業 主 体）

山形県農業共済組合連合会

交 付 金 事 業 家畜共済損害防止事業

交付金事業の概
要

家畜共済事業等の収支の安定を図るために、牛の健康検査、疾病の予

防のための指導等の共済事故の防止の処置を行うもの

事 業 費 128,019,070円（平成 18、19両年度）

上記に対する交
付金交付額

76,803,000円

不当と認める事
業費

16,335,085円（平成 18、19両年度）

不当と認める交
付金相当額

9,800,005円（平成 18、19両年度）

1 交付金事業の概要

この交付金事業は、山形県農業共済組合連合会（以下「連合会」という。）が、農業災害補償

制度（後掲 483ページの「牛に係る家畜共済事業の運営において、農業共済組合連合会等が共

済金算定の基礎となる基準単価を適切に設定できるようにすることにより、共済金が適切に

算定されるよう改善させたもの」参照）に基づく家畜共済事業等の収支の安定を図るために、

平成 18、19両年度に、農林水産大臣が定める牛の尿石症等 7疾病を対象として、健康検

査、疾病の予防のための指導等の共済事故の防止の処置を行ったものである。交付対象事業

費は、「家畜共済の事務取扱要領及び事務処理要領について」（昭和 61年 61農経 B第 804号農

林水産省経済局長通知）等に基づき、獣医師の前年度における自動車の使用実績から算出した

自動車の 1�当たりの単価（以下「 1�当たりの単価」という。）に当年度における本件交付金
事業で使用した自動車の走行距離を乗じて算出した自動車の使用料、薬剤費等の経費とされ

ている。

そして、連合会は、本件交付金事業を 18年度 58,013,880円、19年度 70,005,190円、計

128,019,070円（交付対象事業費同額）で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出

して、これに対して交付金 18年度 34,803,000円、19年度 42,000,000円、計 76,803,000円の

交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、農林水産本省及び連合会において、合規性等の観点から、交付金事業の経理が適

切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件交付金事業につい

て、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見

受けられた。
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すなわち、連合会は、交付決定時の交付対象事業費どおりに事業を実施したこととするた

めに、この交付対象事業費から薬剤の購入費の実績額等を差し引いた残額全額を自動車の使

用料とすることとし、これを 1�当たりの単価で除して走行距離（18年度 374,288.9�、19

年度 504,838.7�、計 879,127.6�）を算出していた。そして、自動車の実際の走行距離を把握
することなく、獣医師等が作成する勤務表に、本件交付金事業に係る合計距離がこの距離に

合致するように記入させていた。

そこで、本院が勤務表等に記入された上記の処置の実施箇所を基に自動車の走行距離を計

測したところ、18年度 154,865�、19年度 175,528�、計 330,393�となり、上記の獣医師等
が記入した勤務表の合計距離はこれに比べて著しく過大となっていた。このことなどから自

動車の使用料が過大に算定されて、交付対象事業費が過大に精算されていた。

このような事態が生じていたのは、連合会において、本件交付金事業の適正な実施に対す

る認識が欠けていたこと、農林水産本省において、実績報告書の審査、確認が十分でなかっ

たことなどによると認められる。

したがって、本件交付金事業に係る 18、19両年度の適正な交付対象事業費は、次表のと

おり、計 111,683,985円となり、前記の交付対象事業費計 128,019,070円との差額計

16,335,085円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額計 9,800,005円が不当と認

められる。

表 過大に精算されていた交付対象事業費に係る交付金相当額 （単位：円）

年 度 交付対象事業費 交付金交付額 適正な交付対象
事業費

過大に精算され
ていた交付対象
事業費

左に係る交付金
相当額

平成 18 58,013,880 34,803,000 51,250,551 6,763,329 4,057,377

19 70,005,190 42,000,000 60,433,434 9,571,756 5,742,628

計 128,019,070 76,803,000 111,683,985 16,335,085 9,800,005

（720）―

（723）
食生活健全化・食料消費改善対策事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額

に係る補助金等を返還していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）総合食料対策費

（項）牛肉等関税財源畜産振興費

（項）農村振興費

部 局 等 農林水産本省、 2農政局

補助等の根拠 予算補助

補助事業者等 � 社団法人農山漁村文化協会（事業主体）

� 協同組合エイケイアール食品小売共栄会（事業主体）

� 福島県双葉郡富岡町

� 群馬県

間接補助事業者
等

� 株式会社タカヤマ（事業主体）

� 群馬県利根郡昭和村、堆肥生産組合エコオーガニック（事業主体）

補 助 事 業 等 � 食生活健全化・食料消費改善対策

� 食品流通高度化緊急プロジェクト
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� バイオマス利活用施設整備

� 家畜排せつ物利活用施設整備

補助事業等の概
要

� 地域の食を通じた食育推進イベント等を開催したり、食育推進の

実証研究への支援等を行ったりするもの

� 食品流通の高度化・効率化を緊急かつ加速的に促進するために食

品流通モデルの開発等を行うもの
たい

� 食品廃棄物等のバイオマスを利活用して堆肥を製造するために堆

肥化施設等の整備を行うもの

� 家畜排せつ物の野積みなどを解消し、畜産農家と耕種農家の連携

により、良質堆肥を製造して地力の増進や農作物の安全性向上を

図るために堆肥施設等を整備するもの

事 業 費 1,168,182,773円（平成 13年度～18年度）

上記に対する国
庫補助金等交付
額

672,479,000円

不当と認める事
業費

50,145,854円（平成 13年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金等交付
額

27,908,542円（平成 13年度～18年度）

1 補助事業等の概要

� 補助事業等の概要

これらの補助事業及び交付金事業（以下「補助事業等」という。）は、平成 13年度から 18

年度までに、次のとおり施設等を整備するなどしたものである。

補 助 事 業 等 名 補 助 事 業 等 の 概 要

� 食生活健全化・食料消費改善対策
（平成 13年度～17年度補助事業）

地域の食を通じた食育推進イベント等を開催したり、食育
推進の実証研究への支援等を行ったりするもの

� 食品流通高度化緊急プロジェクト
（15年度補助事業）

食品流通の高度化・効率化を緊急かつ加速的に促進するた
めに食品流通モデルの開発等を行うもの

� バイオマス利活用施設整備（18年度
交付金事業）

食品廃棄物等のバイオマスを利活用して堆肥を製造するた
めに堆肥化施設等の整備を行うもの

� 家畜排せつ物利活用施設整備（16年
度補助事業、17年度交付金事業）

家畜排せつ物の野積みなどを解消し、畜産農家と耕種農家
の連携により、良質堆肥を製造して地力の増進や農作物の
安全性向上を図るために堆肥施設等を整備するもの

そして、事業主体は、これらの補助事業等を消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）を

含めて事業費計 1,168,182,773円（国庫補助金等計 672,479,000円）で実施している。

� 補助事業等における消費税の取扱い

消費税は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生ずるが、生産、流

通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上高に対する消費税

額から課税仕入れに係る消費税額を控除（以下、この控除を「仕入税額控除」という。）する

仕組みが採られている。

そして、補助事業等の事業主体が補助対象の施設等を取得することなども課税仕入れに

該当して、上記の仕組みにより確定申告の際に補助事業等で取得した施設等に係る消費税
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額を仕入税額控除した場合には、事業主体は当該施設等に係る消費税額を実質的に負担し

ていないことになる。

また、事業主体が社団法人等の公益法人等である場合は、消費税の確定申告において、

補助金収入など資産の譲渡等の対価以外の収入（以下「特定収入」という。）の額を特定収入

とそれ以外の収入の合計額で除した割合（以下「特定収入割合」という。）が 100分の 5以下

の場合、特定収入により賄われる消費税額は、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額

控除できることとなっている。そして、この場合、上記と同様に、事業主体は当該消費税

額を実質的に負担していないことになる。

さらに、事業主体が民法（明治 29年法律第 89号）上の組合契約による組合（以下「民法上の

組合」という。）である場合は、民法上の組合を構成する事業者にその持分等に応じて納税

義務が生ずることとなることから、事業者が持分等に応じた課税仕入れに係る消費税額を

仕入税額控除した場合、上記と同様に、事業者は当該消費税額を実質的に負担していない

ことになり、事業主体である民法上の組合も同様に負担していないことになる。

このため、補助事業等の事業主体は、「総合食料対策事業関係補助金交付要綱」（平成 12

年 12食流第 324号農林水産事務次官依命通知。16年 4月 1日以降は「総合食料対策事業関係

補助金等交付要綱」（平成 16年 15消安第 7340号））等により、実績報告書の提出後に消費税

の申告をして仕入税額控除した消費税額に係る補助金等の額が確定したときには、その金

額を速やかに報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなっている。

2 検査の結果

本院は、農林水産省、 1県、 1町、 1村及び 4事業主体において、合規性等の観点から、

事業の経理等は適正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、前

記の補助事業等について、実績報告書等の書類により検査したところ、上記の 4事業主体

は、消費税の確定申告を行い、補助事業等に係る消費税額計 50,145,854円を仕入税額控除し

ていた。

しかし、 4事業主体は、上記の仕入税額控除した消費税額計 50,145,854円に係る補助金等

の額計 27,908,542円を報告、返還しておらず、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助事業等における消費税の取扱

いについての理解が十分でなかったこと、農林水産省、県、町及び村において、本件補助事

業等の消費税の取扱いについての指導及び確認が十分でなかったことなどによると認められ

る。

これを、補助事業者等別、間接補助事業者等別に示すと次のとおりである。

補助事業者
等

間接補助事
業者等

補助事業等 年 度 事 業 費 左に対する
国庫補助金
等

不当と認め
る事業費

不当と認め
る国庫補助
金等

円 円 円 円

（720）社団法人農
山漁村文化
協会
（事業主体）

― 食生活健全
化・食料消
費改善対策

13～17 401,138,000 349,858,000 14,935,594 13,168,728

上記の協会は、本件補助事業を消費税を含めて事業費計 401,138,000円（国庫補助金計

349,858,000円）で実施して、平成 13年度から 17年度までの各年度とも農林水産本省に実績

報告書を提出して、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。

そして、同協会は 14年 5月から 18年 5月までに各事業年度の消費税の確定申告を行い、

特定収入割合がいずれも 100分の 5以下であることから、本件補助事業に係る消費税額計

14,935,594円を仕入税額控除していた。
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しかし、同協会は、上記の仕入税額控除した消費税額計 14,935,594円に係る補助金の額計

13,168,728円を報告、返還していなかった。

（721）協同組合エ
イケイアー
ル食品小売
共栄会
（事業主体）

― 食品流通高
度化緊急プ
ロジェクト

15 50,417,921 50,000,000 2,400,853 2,380,952

上記の組合は、本件補助事業を消費税を含めて事業費 50,417,921円（国庫補助金

50,000,000円）で実施して、平成 16年 2月に農林水産本省に実績報告書を提出して、これに

より国庫補助対象事業費の精算を受けていた。

そして、同組合は 16年 5月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額

2,400,853円を仕入税額控除していた。

しかし、同組合は、上記の仕入税額控除した消費税額 2,400,853円に係る補助金の額

2,380,952円を報告、返還していなかった。

（722）福島県双葉
郡富岡町

株式会社タ
カヤマ
（事業主体）

バイオマス
利活用施設
整備

18 483,304,352 155,960,000 22,809,873 7,359,174

上記の会社は、本件交付金事業を消費税を含めて事業費 483,304,352円（交付金

155,960,000円）で実施して、平成 18年 12月及び 19年 3月に富岡町に実績報告書を提出し

て、これにより交付対象事業費の精算を受けていた。

そして、同会社は 19年 11月に消費税の確定申告を行い、本件交付金事業に係る消費税額

22,809,873円を仕入税額控除していた。

しかし、同会社は、上記の仕入税額控除した消費税額 22,809,873円に係る交付金の額

7,359,174円を報告、返還していなかった。

（723）群 馬 県 利根郡昭和
村

堆肥生産組
合エコオー
ガニック
（事業主体）

家畜排せつ
物利活用施
設整備

16、17 233,322,500 116,661,000 9,999,534 4,999,688

上記の組合は、本件補助事業等を消費税を含めて事業費計 233,322,500円（国庫補助金等計

116,661,000円）で実施して、平成 16年 11月及び 18年 2月に昭和村に実績報告書を提出し

て、これにより国庫補助対象事業費等の精算を受けていた。

そして、同組合は民法上の組合に該当することから、同組合を構成する事業者 3者のう

ち、簡易課税制度
（注）

の適用を選択した 1者を除いた 2者は、それぞれ 17年 5月及び 18年 5

月、18年 2月及び 19年 2月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業等に係る消費税額計

9,999,534円を仕入税額控除していた。

しかし、同組合は、上記の仕入税額控除した消費税額計 9,999,534円に係る補助金等の額

計 4,999,688円を報告、返還していなかった。

（注） 簡易課税制度 実際の課税仕入れに係る消費税額にかかわらず、課税売上高に対する消

費税額に業種ごとに定められた率を乗じて得られた金額を課税仕入れに係る消費税額

とみなして納付税額を計算する方法

（720）―（723）の計 1,168,182,773 672,479,000 50,145,854 27,908,542
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（724）農業用施設災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ブロック積擁

壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農業施設災害復旧事業費

部 局 等 北陸農政局

補 助 の 根 拠 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和 25年法律第 169号）、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律（昭和 37年法律第 150号）

補 助 事 業 者 新潟県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

新潟県岩船郡朝日村（平成 20年 4月 1日以降は村上市）

補 助 事 業 農業用施設災害復旧

補助事業の概要 被災した農業用排水路の機能回復を図るために、平成 17、18両年度

に擁壁工等を施工するもの

事 業 費 5,975,550円

上記に対する国
庫補助金交付額

5,850,063円

不当と認める事
業費

5,975,550円

不当と認める国
庫補助金交付額

5,850,063円

1 補助事業の概要

この補助事業は、新潟県岩船郡朝日村（平成 20年 4月 1日以降は村上市）が、農業用施設

災害復旧事業の一環として、同村大須戸地区において、豪雨により被災した農業用排水路の

機能回復を図るために、17、18両年度に、擁壁工及び土工を工事費 5,975,550円（国庫補助

金 5,850,063円）で実施したものである。

このうち擁壁工は、農業用排水路の護岸 4か所の安定を図るために、ブロック積擁壁（高

さ 2.3�～2.7�、延長計 49.0�。）を築造するものである。
そして、本件擁壁については、擁壁背後の地面が水平であるとして、「災害復旧事業の復

旧工法」（農林水産省農村振興局防災課監修）に示されたブロック積工法選定表等に基づき安全性

について検討を行ったところ、擁壁の高さが安全とされる範囲に収まっていたことなどか

ら、設計上安全であるとして、これにより施工していた。

2 検査の結果

本院は、新潟県村上市において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなど

に着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面等の書類により検

査したところ、擁壁の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、実際の擁壁背後の地形は、擁壁が築造された全区間にわたり、擁壁の天端から

傾斜をつけて高さ 0.8�から 2.0�盛土していた（参考図参照）。そして、このような場合に
は、擁壁に作用する土圧が擁壁背後の地面が水平である場合より増加することとなる。

そこで、実際の地形に基づき擁壁背後を傾斜地として改めて安定計算等の詳細な報告を求

めて、その報告内容を確認するなどしたところ、滑動に対する安定について、土圧が増加す
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ることにより安全率が全区間にわたり 0.37から 0.59となり、許容値である 1.5を大幅に下

回っていて、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

このような事態が生じていたのは、朝日村において、委託した設計業務の成果品に誤りが

あったのにこれに対する検査が十分でなかったこと、また、新潟県において、同村に対する

指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件擁壁等（工事費 5,975,550円）は、設計が適切でなかったため、所要の安

全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金 5,850,063円が不当と認

められる。

（参 考 図）

ブロック積擁壁概念図

（725）中山間地域総合整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ブロック積擁

壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農村整備事業費

部 局 等 関東農政局

補 助 の 根 拠 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

長野県

補 助 事 業 中山間地域総合整備
のり

補助事業の概要 農道を整備するために、平成 19年度にブロック積擁壁工、法面工等

を施工するもの

事 業 費 43,480,500円

上記に対する国
庫補助金交付額

23,914,275円

不当と認める事
業費

3,559,056円

不当と認める国
庫補助金相当額

1,957,481円
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1 補助事業の概要

この補助事業は、長野県が、中山間地域総合整備事業の一環として、上田市内村地区にお

いて、中山間地域の生産基盤の整備を目的として農道を整備するために、平成 19年度に擁
のり

壁工、法面工等を工事費 43,480,500円（国庫補助金 23,914,275円）で実施したものである。

このうち擁壁工は、切土法面の安定を図るために、ブロック積擁壁（高さ 0.7�～5.0�、
延長計 222.5�。）を築造するものである。
そして、本件擁壁については、その高さなどにより 3号擁壁から 5号擁壁に区分し、それ

ぞれについていずれも擁壁背後の地面が水平であるとして、擁壁に作用する土圧を算定し

て、この土圧により擁壁の転倒及び基礎地盤の支持力に対する安定計算を行い、安全である

として、これにより施工していた。

2 検査の結果

本院は、長野県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、安定計算書等の書類に

より検査したところ、擁壁の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、実際の擁壁背後の地形は、擁壁が築造された全区間にわたり、擁壁の天端から
こう

上方に勾配のある傾斜地となっていた（参考図参照）。そして、このような場合には、擁壁に

作用する土圧が擁壁背後の地面が水平である場合より増加することとなる。

そこで、実際の地形に基づき擁壁背後を傾斜地として改めて安定計算等の詳細な報告を求

めて、その報告内容を確認するなどしたところ、本件擁壁のうち 5号擁壁の一部区間（高さ

2.8�～5.0�、延長 30.7�）については、土圧が増加することにより擁壁の重量及び土圧の合
力の作用位置と擁壁の天端中央との水平距離が 3.42�となり、転倒に対して安全とされる範
囲の上限値である 2.56�を大幅に上回っていて、安定計算上安全とされる範囲に収まってい
なかった（参考図参照）。

このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りが

あったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件擁壁等のうち 5号擁壁の一部区間（工事費相当額 3,559,056円）は、設計

が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国

庫補助金相当額 1,957,481円が不当と認められる。
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（参 考 図）

ブロック積擁壁概念図

（726）食料産業クラスター推進事業等の実施に当たり、補助の対象とならない経費を事業費

に含めていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）総合食料対策費

部 局 等 �� 北陸農政局

� 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 �� 福井県

� 財団法人食品産業センター

間接補助事業者
（事 業 主 体）

福井県食品産業協議会

補 助 事 業 � フードシステム連携強化・循環推進支援

� 食品産業機能高度化特別対策

� 食料産業クラスター推進

補助事業の概要 食料産業クラスターの形成による国内農業との連携強化、経営基盤の

強化等を通じた食品産業の経営体質の強化のために、食料産業クラス
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ター協議会設立等総合検討委員会の運営、体制確立の支援、需要創出

支援等を行うもの

事 業 費 � 3,926,292円（平成 14年度）

� 8,018,235円（平成 15、16両年度）

� 7,248,655円（平成 17、18両年度）

計 19,193,182円

上記に対する国
庫補助金交付額

� 1,956,000円

� 3,960,000円

� 3,596,000円

計 9,512,000円

不当と認める事
業費

� 2,981,104円（平成 14年度）

� 5,664,871円（平成 15、16両年度）

� 5,464,264円（平成 17、18両年度）

計 14,110,239円

不当と認める国
庫補助金交付額

� 1,485,136円（平成 14年度）

� 2,798,303円（平成 15、16両年度）

� 2,710,528円（平成 17、18両年度）

計 6,993,967円

1 補助事業の概要

これらの補助事業は、次のとおり、食品産業の経営体質の強化等のための支援を行うもの

である。

（注）

補助事業名 補助事業の概要

� フードシステム連携強化・循
環推進支援事業（平成 14年
度）

国産農産物利用、需要に即した食品の生産・消費の拡大等の促進
を支援するもの

� 食品産業機能高度化特別対策
事業（15、16両年度）

消費者の多様なニーズを基に、地域農業と連携した特色ある食品
の製品化・事業化の促進を支援するもの

� 食料産業クラスター推進事業
（17、18両年度）

食料産業クラスターの形成による国内農業との連携強化等のた
め、食料産業クラスター協議会設立等総合検討委員会の運営等を
支援するもの

（注） 食料産業クラスター 地域の食材、技術その他の資源を有効に結び付けて、新たな製

品、販路、地域ブランド等を創出することを目的とした集団

福井県食品産業協議会（以下「協議会」という。）は、福井県内の食品製造業相互の連携を密

にすることなどを目的に昭和 49年に設立された団体で、上記の各事業を実施するために、

平成 14年度から 18年度までの各年度に、食品製造業者や学識経験者等を構成員とする総合

検討委員会、地域食品産業の振興を担う人材を育成するための研修会の開催等を行ったもの

である。

そして、協議会は、14、15両年度は「総合食料対策事業実施要領」（平成 12年 12食流第 323号

農林水産事務次官依命通知）等に基づき、また、16、17、18各年度は、「総合食料対策事業実施要

領」（平成 16年 15消安第 7339号農林水産事務次官依命通知）等に基づき、本件補助事業を 14年度
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3,926,292円、15年度 4,026,515円、16年度 3,991,720円、17年度 3,709,140円、18年度 3,539,515

円、計 19,193,182円（補助対象事業費同額）で実施したとして、福井県又は財団法人食品産業

センター（以下「センター」という。）に実績報告書を提出して、国庫補助金 14年度 1,956,000

円、15年度 1,980,000円、16年度 1,980,000円、17年度 1,831,000円、18年度 1,765,000円、

計 9,512,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、福井県、センター及び協議会において、合規性等の観点から、事業の経理等は適

正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、前記の補助事業につ

いて、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられ

た。

ア 協議会は、その本来業務として開催している定例の役員会等の経費等補助の対象となら

ない経費計 11,646,892円を本件補助対象事業費に含めていた。

イ 協議会は、本件補助事業とは別に同県及びセンターから交付を受けて実施していた補助

事業に係る謝金等の経費計 1,307,789円を本件補助対象事業費に含めていた。

ウ 協議会は、補助金の交付決定前に事業に着手して、これに係る賃金等の経費計

1,155,558円を本件補助対象事業費に含めるなどしていた。

このような事態が生じていたのは、協議会において、補助事業の適正な実施に対する認識

が欠けていたこと、同県及びセンターにおいて、本件補助事業の審査、確認及び協議会に対

する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、適正な国庫補助対象事業費は計 5,082,943円となり、前記の国庫補助対象事

業費計 19,193,182円との差額計 14,110,239円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助

金計 6,993,967円が不当と認められる。

（727）林道施設災害復旧事業の実施に当たり、排水施設工の設計が適切でなかったため、林

道としての機能を損なうおそれがあり、工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）山林施設災害復旧事業費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和 25年法律第 169号）等

補 助 事 業 者 三重県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

三重県多気郡大台町（平成 18年 1月 9日以前は多気郡宮川村）

補 助 事 業 林道施設災害復旧

補助事業の概要 台風で被災した林道を復旧するために、平成 16、17両年度に排水施

設工等を施工するもの

事 業 費 11,862,900円

上記に対する国
庫補助金交付額

11,542,601円

不当と認める事
業費

2,098,097円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,041,448円
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1 補助事業の概要

この補助事業は、三重県多気郡大台町（平成 18年 1月 9日以前は多気郡宮川村）が、林道

施設災害復旧事業の一環として、同町栗谷地内において、台風で被災した林道中木屋線を復

旧するために、16、17両年度に、排水施設工、盛土工、擁壁工等を工事費 11,862,900円（国

庫補助金 11,542,601円）で実施したものである。

このうち排水施設工は、台風により流出した林道の路体を盛土で再構築する際に、被災前
ます

にあった排水施設の効用を回復するために、林道の山側に集水路及び集水桝を設置するとと
きよ

もに、林道の下部に管渠（管内径 900�の高密度ポリエチレン管、延長 12�）を敷設して、こ
れを上記の集水桝に接続することによって、管渠を通して林道の山側から谷側へ流水等を排

水するものである（参考図 1参照）。

そして、同町は、排水施設工を次のとおり設計して、これにより施工していた。
う

ア 被災した林道を一時的に通行できるよう、林道敷地の所有者が林道の山側に設置した迂

回路の下部に仮設の排水管として敷設していたパイプカルバート（以下「仮設カルバート」

という。）を活用することとして、仮設カルバートと管渠とを集水路及び集水桝を介して接

続することとする。
ゆう

イ 集水桝設置予定箇所の山側からの湧水が確認されたことから、集水路を鋼製のかごに石

を詰めたふとんかごで築造することにより、仮設カルバートからの流水を集水路を介して

集水桝に導くとともに、山側からの湧水もふとんかごの網目により集水路に集めて集水桝

へと流下させる構造とする。

ウ 集水桝本体の構造は、路側擁壁（高さ 2.5�、幅 2.4�、天端幅 0.4�）、その山側の左右
に側面壁（高さ 2.5�、幅 1.8�、厚さ 0.3�）をそれぞれ設置して、底面をコンクリート張
り（厚さ 0.2�）にする。また、集水路との境界面は、集水路で流水等を集める際の障害と
なるため壁を設けずに開口部とする（参考図 2参照）。

エ 集水桝から管渠への接続に当たっては、林野庁制定の「林道技術基準」等に基づき、土砂
のみ

の沈殿等を想定して管渠接続部（呑口）を集水桝底面より 0.7�上部に設置する。
2 検査の結果

本院は、三重県及び多気郡大台町において、合規性等の観点から、設計が適切に行われて

いるかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について設計図書等の書類

及び現地の状況を検査したところ、排水施設工の設計が、次のとおり適切でなかった。

すなわち、「林道技術基準」等が想定する集水桝は、コンクリートで底面及び壁面を囲う直

方体の形状を前提に流水等を滞留させて、管渠接続部の水位にまで上昇させて流下させるも

のである。

しかし、前記のとおり、本件集水桝は、集水路との境界面が開口部となっていて、直方体

の形状となっていないこと、流水等が途中で集水路のふとんかごの網目から漏水することか

ら、滞留すべき流水等が管渠接続部の水位にまで達することが難しい構造となっていた。

また、ふとんかごは路体に接しているため、ふとんかごから漏水した流水等が路体に浸透

しやすい構造となっていた。

そこで、現地において流水等の路体谷側への排水状況を確認したところ、流水等は管渠か

ら排水されることなく集水路のふとんかごの網目から路体内部に浸透して、谷側の擁壁上部

の路体部等から流出していて、路体の一部が水分を多く含んだ軟弱な状態となっていた。
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このような事態が生じていたのは、同町において、排水施設工の設計に当たり、集水桝の

構造に対する理解が十分でなく、流水等を安全に流下させることについての検討が十分でな

かったこと、また、三重県において、同町に対する指導及び監督が十分でなかったことなど

によると認められる。

したがって、本件排水施設工は設計が適切でなかったため、流水等が林道の路体内部へ浸

透することにより、路体の土砂が流出するなど、林道としての機能を損なうおそれがあり、

排水施設工、盛土工等（これらの工事費相当額 2,098,097円）は工事の目的を達しておらず、

これに係る国庫補助金相当額 2,041,448円が不当と認められる。

（参 考 図 1）

排水施設工概念図

（参 考 図 2）

集水桝周辺概念図
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（728）予防治山事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、床固工の所要の安全度が

確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）治山事業費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 森林法（昭和 26年法律第 249号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

広島県

補 助 事 業 予防治山

補助事業の概要 荒廃危険山地の崩壊等を未然に防止するために、平成 18年度に床固

工、護岸工等で構成される流路工を施工するもの

事 業 費 17,271,450円

上記に対する国
庫補助金交付額

8,635,725円

不当と認める事
業費

4,815,774円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,407,887円

1 補助事業の概要
はん の や

この補助事業は、広島県が、予防治山事業の一環として、庄原市川北町字盤ノ谷地内にお

いて、荒廃危険山地の崩壊等を未然に防止するために、平成 18年度に、床固工、護岸工等

で構成される流路工を工事費 17,271,450円（国庫補助金 8,635,725円）で実施したものであ

る。

この流路工（延長 60.4�）は、流水によって渓床や渓岸が侵食されるのを防ぎ、水の流れる

方向を固定させるとともに、渓床の土砂が流出するのを防ぐなどのために、渓間を横切る工

作物である床固工（堤高 3�、天端厚 0.5�、堤底厚 1.1�）を 10.4�から 14.0�間隔で 5基設

置して、これらの間にコンクリートの護岸工と底張りなどを配置する三面張りの構造となっ

ている（参考図 1参照）。そして、床固工については、「治山技術基準解説」（林野庁監修。以下
たた

「技術基準」という。）等に基づき、次のとおり治山ダムの水叩き工の垂直壁（以下「垂直壁」と

いう。）に準じて設計して、これにより施工していた。

ア 技術基準で、三面張りの流路工における床固工の天端厚は、垂直壁の天端厚の標準値で

ある 0.5�から 1.0�に準じて決定することとされていることから、天端厚は 0.5�とす

る。
のりこう

イ 技術基準には垂直壁の下流法勾配の標準値が定められていないことから、技術基準に基

づいて同県が制定した「治山事業設計積算運用集」で垂直壁の下流法勾配の標準値とされて

いる 1 : 0.2を下流法勾配として、上流法勾配は垂直とする。

2 検査の結果

本院は、広島県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図書等の書類により検査した

ところ、床固工の設計が、次のとおり適切でなかった。
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すなわち、技術基準によると、三面張りの流路工における床固工の構造については、天端

厚は垂直壁に準じて決定することとなっているが、下流法勾配等は重力式治山ダムの断面に

準じて決定することとなっている。また、重力式治山ダムの断面の決定に当たっては、安定

計算を行った上で、堤体の破壊に対する安定を満たすものでなければならないとされてい

る。

しかし、本件床固工 5基の断面決定に当たって、前記のとおり、下流法勾配等を誤って重

力式治山ダムではなく垂直壁に準じて決定しており、また、重力式治山ダムの断面決定の際

必要とされる技術基準に基づく安定計算を行っていなかった。

そこで、本件床固工について、その安全度を確認するために、技術基準に基づく安定計算

等の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどした。その計算結果によると、堤体

のコンクリートの重量である自重等による鉛直荷重及び堤体背面の土圧等による水平荷重の

合力の作用位置が堤底厚の中央より下流側に 0.437�の位置となり、安全な範囲である堤底
厚の中央 3分の 1に収まる上限値の 0.183�を下流方向へ大幅に逸脱していて安定計算上安
全とされる範囲に収まっていなかった（参考図 2参照）。このため、堤底の上流端には引張応

力（68.7kN/�）が生じていて、堤体の破壊に対する安定が確保されていない状態になってい
た。

このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りが

あったのにこれに対する検査が十分でなかったことによると認められる。

したがって、本件床固工 5基（工事費相当額 4,815,774円）は、設計が適切でなかったた

め、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額

2,407,887円が不当と認められる。

（参 考 図 1）

流路工概念図
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（参 考 図 2）

床固工断面図

（729）集落営農育成・確保緊急支援事業の実施に当たり、事業の一部である集落営農組織の

設立に向けた活動が実施されていないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農業・食品産業強化対策費

部 局 等 中国四国農政局

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

鳥取県担い手育成総合支援協議会

補 助 事 業 集落営農育成・確保緊急支援

補助事業の概要 集落営農経営の実現に向けた体制の確立を図るために、平成 18年度

に集落営農の組織化・法人化に向けた活動を行うもの

事 業 費 4,302,000円

上記に対する国
庫補助金交付額

4,302,000円

不当と認める事
業費

2,411,700円

不当と認める国
庫補助金交付額

2,411,700円
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1 補助事業の概要

この補助事業は、鳥取県担い手育成総合支援協議会（以下「協議会」という。）が、集落営農

育成・確保緊急支援事業として、集落営農経営の実現に向けた体制の確立を図るために、平

成 18年度に、集落営農の組織化・法人化に向けた活動を行ったものである。

「農業経営強化対策事業推進費補助金交付要綱」（平成 12年 12構改B第 350号農林水産事務次

官依命通知）等によれば、上記の補助事業に要する経費に対する国庫補助金交付額は定額とさ

れていて、地区ごとに事業主体が登用した集落営農の組織化・法人化を推進するリーダー

（以下「集落リーダー」という。）が集落営農組織の設立等に向けた活動を行った場合に、その

活動に要した経費（以下「集落リーダー活動費」という。 1地区当たりの交付上限額は 40万円

である。）等を交付することとされている。

協議会は、鳥取県内の 28地区において計 29名の集落リーダーを登用して、これらの集落

リーダーにより、集落座談会の開催、先進地の視察等集落営農組織の設立に向けた活動を事

業費計 4,302,000円で実施したとする実績報告書を中国四国農政局に提出して、同額の国庫

補助金の交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、協議会において、合規性等の観点から、補助事業に係る経理が適切に行われてい

るかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、この補助事業について、実績報告書等

の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

すなわち、協議会は、18年 5月に鳥取県倉吉市内の 6地区において計 7名の集落リー

ダーを登用して、これらの集落リーダーにより集落営農組織の設立に向けた活動が行われた

として集落リーダー活動費計 2,400,000円を事業費に含めていた。

しかし、上記集落リーダーの登用前の同年 4月に、既に上記の 6地区から構成される広域

的な集落営農組織が実質的に設立されていて、上記 7名の集落リーダーは当該広域的な集落

営農組織の理事として選任されていたことから、集落営農組織の設立に向けた活動が行われ

たとは認められない。そして、 7名の集落リーダーが 6地区における集落営農組織の設立に

向けた活動のために支払ったとしていた旅費、賃金等は、実際には、上記の広域的な集落営

農組織が自らの活動のために支払っていたり、支払の事実がなかったりしていた。

また、上記の 6地区とは別の 1地区における集落リーダー活動費計 47,787円には、当該

地区の集落リーダーが参加していない現地視察に係る経費 11,700円が含まれていた。

このような事態が生じていたのは、協議会において、各地区の集落リーダー活動に対する

確認及び集落リーダーに対する指導が十分でなかったこと、中国四国農政局において、本件

補助事業の審査、確認及び協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められ

る。

したがって、本件補助事業は、前記 7地区 8名の集落リーダーが行ったとしていた集落営

農組織の設立に向けた活動（集落リーダー活動費計 2,447,787円）が行われていないなどして

おり、これに係る国庫補助金計 2,411,700円が不当と認められる。
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（730）経営体育成基盤整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、法面保護工が

工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農業生産基盤整備事業費

部 局 等 九州農政局

補 助 の 根 拠 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

宮崎県

補 助 事 業 経営体育成基盤整備

補助事業の概要 安定的な農業用水の確保等を図ることを目的として貯水池等を新設す
のり

るために、平成 18、19両年度に堤体工、導水路工、法面保護工等を

施工するもの

事 業 費 66,774,846円

上記に対する国
庫補助金交付額

33,387,423円

不当と認める事
業費

4,124,691円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,062,345円

1 補助事業の概要

この補助事業は、宮崎県が、経営体育成基盤整備事業の一環として、えびの市北岡松地区

において、安定的な農業用水の確保等を図ることを目的として貯水池等を新設するために、
のり

平成 18、19両年度に、堤体工、導水路工、法面保護工等を工事費 66,774,846円（国庫補助金

33,387,423円）で実施したものである。

このうち法面保護工は、同県が本件事業の一環として 16年度に貯水池等の新設予定地の
こう

山側に法面切土工等により施工した法面（勾配 1：1.0、延長 43.0m）が、18年 7月の豪雨等

により一部崩壊したことから、当該崩壊箇所を復旧するとともに法面の全延長についてその

崩壊を防止するものである。そして、同県は、当初、「道路土工 のり面工・斜面安定工指

針」（社団法人日本道路協会編。以下「指針」という。）等に基づき、崩壊箇所の崩土を取り除き整

形して、法面の全延長について、法尻部にふとんかごを 3段（延長計 150.0m）設置するなど

の設計を行い、同年 11月に本件工事を発注していた。

しかし、その後、法面の崩壊が拡大したことから、同県は、本件法面保護工の設計を次の

とおり変更することとした。

ア 崩壊が拡大した一部の区間（延長 25.0m。以下「設計変更区間」という。）について、崩壊

した高さの 8.2mまで盛土することにより法面の勾配を 1：1.0に復旧する法面整形を行

う。

イ 法尻部に、ふとんかごを 2段（延長計 50.0m）設置して、その上部に、木杭と丸竹を組み
さく

合わせた柵高 1.0mの編柵を 12段（延長計 197.3m）設置する編柵工を施工する。

そして、同県は、19年 5月に、この変更設計により、設計変更区間に係る法面保護工を

施工するなどしていた（参考図参照）。
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2 検査の結果

本院は、宮崎県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図書等の書類及び現地の状況

を検査したところ、設計変更区間に係る法面保護工の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、指針によると、盛土高が 5 mから 15mであるなどの場合、盛土法面の安定な

勾配は 1：1.8から 1：2.0程度であるとされている。そして、編柵工は、盛土法面が安定な

勾配を確保できる場合に、植物が十分に生育するまでの間、法面表面の土砂の流出を防ぐた

めに用いられるものとされている。また、安定な勾配を確保できない場合には、土圧やすべ

り土塊の滑動力が生ずることから、これに対抗できる擁壁工、補強土壁工等の工法を選定し

て法面保護工を施工することとされている。

しかし、前記のとおり、同県は、設計変更区間について、盛土高を 8.2mとして、法面の

勾配を 1：1.0とするなどしていたことから、盛土法面が安定な勾配を確保できない場合に

該当するにもかかわらず、法面保護工として擁壁工、補強土壁工等の工法を選定せず、安定

な勾配を確保できる場合に施工する工法である編柵工を選定していた。

このため、法面保護工を施工した直後の 19年 6月から 7月にかけて、設計変更区間の法

面が再び崩壊して、12段の編柵のうち 8段の編柵（延長計 92.9m）が倒壊するなどしてい

た。

このような事態が生じていたのは、同県において、盛土法面における安定な勾配に係る認

識及び法面保護工の工法の選定に係る検討が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、設計変更区間に係る法面保護工（工事費相当額 4,124,691円）は、設計が適切

でなかったため、法面の崩壊を防止するという工事の目的を達しておらず、これに係る国庫

補助金相当額 2,062,345円が不当と認められる。

（参 考 図）

設計変更区間に係る法面保護工の概念図
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（731）強い農業づくり交付金による農業・食品産業強化対策整備事業の実施に当たり、交付

の対象とならない施設の工事費を含めるなどして交付額を算出していたため、同交付

金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農業・食品産業強化対策費

部 局 等 九州農政局

交 付 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 鹿児島県

間接補助事業者 鹿児島県川辺郡知覧町（平成 19年 12月 1日以降は南九州市）

間接補助事業者
（事 業 主 体）

有限会社サンエッグ

交 付 金 事 業 農業・食品産業強化対策整備

交付金事業の概
要

産地競争力を強化することを目的として、平成 18年度に、鶏卵処理

施設における処理の効率化、品質の向上等のための施設整備を行うも

の

事 業 費 861,048,500円（うち交付対象事業費 796,876,852円）

上記に対する交
付金交付額

298,953,000円

不当と認める交
付対象事業費

30,209,479円

不当と認める交
付金相当額

10,000,247円

1 交付金事業の概要

この交付金事業は、有限会社サンエッグ（鹿児島県川辺郡知覧町（平成 19年 12月 1日以降

は南九州市）。以下「会社」という。）が、強い農業づくり交付金による農業・食品産業強化対

策整備事業の一環として、産地競争力を強化することを目的として、18年度に、鶏卵処理

施設 4,256.7�、通路の舗装等を整備したものである。
会社は、強い農業づくり交付金交付要綱（平成 17年 16生産第 8261号農林水産事務次官依命通

知）、強い農業づくり交付金実施要領（平成 17年 16生産第 8262号大臣官房国際部長、総合食料局

長、生産局長、経営局長通知。以下「実施要領」という。）等に基づき、本件交付金事業を事業費

861,048,500円（うち交付対象事業費 796,876,852円）で実施したとして、川辺郡知覧町を通じ

て鹿児島県に実績報告書を提出して、同県は国に実績報告書を提出していた。そして、同県

は、国から交付金 298,953,000円の交付を受けて、同町を通じて会社に同額の補助金を交付

していた。

実施要領等によれば、鶏卵処理施設のうち交付金の交付対象施設は、鶏卵の洗浄等の作業

を行う洗卵洗浄室、洗卵選別包装室、冷蔵庫室等の鶏卵処理における洗卵選別の衛生保持機

能に一体として必要な施設とされており、また、通路の舗装等は交付対象施設とされていな

い。

2 検査の結果

本院は、鹿児島県、川辺郡知覧町及び会社において、合規性等の観点から、交付対象事業

費は適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件交付金事

第
3
章

第
1
節

第
10

農
林
水
産
省

― 424 ―



業について、実績報告書、設計図面等の書類及び現地の状況を検査したところ、次のとおり

適切とは認められない事態が見受けられた。

� 交付の対象とならない施設を含めていたもの

会社は、交付対象施設に、代金決済室及び代金決済書類保管室計 186.0�並びに鶏卵を
運搬するトラック等が使用する通路の舗装等を含めていた。しかし、代金決済室及び代金

決済書類保管室（工事費 16,752,436円）は、会計等の事務を専門に行う事務室であり、洗卵

選別の衛生保持機能に一体として必要な施設であるとは認められず、また、通路の舗装等

（工事費 13,173,300円）は、前記のとおり交付対象施設とされていないのに、これらに係る

工事費を交付対象事業費に含めて交付金の額を算定していたのは適切とは認められない。

� 交付対象外施設との共用部分に係る工事費を案分していなかったもの

会社は、鶏卵処理施設 4,256.7�のうち会議室等及び研修室計 181.2�を交付対象外施
設として洗卵洗浄室等の交付対象施設と合体して整備していたが、玄関・ホール等計

137.0�の共用部分に係る工事費 12,343,664円を、交付対象施設と交付対象外施設の延床

面積の割合により案分すべきであったのに、案分せずにすべてを交付対象事業費に含めて

交付金の額を算定していたのは適切とは認められない。

このような事態が生じていたのは、事業主体である会社において、交付対象施設の範囲に

ついての認識が十分でなかったこと、同町において、本件交付金事業に対する審査等が十分

でなかったこと、同県において、本件交付金事業の審査、確認及び事業主体に対する指導が

十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、適正な交付対象事業費は 766,667,373円となり、前記の交付対象事業費

796,876,852円との差額 30,209,479円に係る交付金相当額 10,000,247円が過大に交付されて

いて、不当と認められる。

（732）経営体育成基盤整備事業の実施に当たり、ネットフェンスの設置位置を誤ったため、

魚道上に設置したグレーチングが魚類観察を行うことができないものとなっており、

補助の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）沖縄開発事業費

部 局 等 沖縄総合事務局

補 助 の 根 拠 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

沖縄県

補 助 事 業 経営体育成基盤整備

補助事業の概要 農業用水を確保するなどの目的で貯水池等を新設するために、平成

17、18両年度に洪水吐水路工、貯水池堤体工等を施工するもの

事 業 費 196,199,850円

上記に対する国
庫補助金交付額

147,149,887円

不当と認める事
業費

8,613,520円

不当と認める国
庫補助金相当額

6,460,139円
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1 補助事業の概要

この補助事業は、沖縄県が、経営体育成基盤整備事業の一環として、八重山郡竹富町大保

良田地区（西表島所在）において、農業用水を確保するなどの目的で貯水池等を新設するため

に、平成 17、18両年度に、洪水吐水路工、貯水池堤体工等を工事費計 196,199,850円（国庫

補助金計 147,149,887円）で実施したものである。

同県は、貯水池が、同地区内を流れる大保良田川の中流域に築造されることから、魚類の

往来への影響を考慮してその資源維持を図るために、17年度の工事において、貯水池の洪

水吐等の外側に魚道（幅員 1.5m）を新たに築造するなどして魚類の往来を確保するととも

に、地元住民の要望等に基づき、地元住民等が魚道を上からのぞいて魚類の往来を観察でき

るようにするために、魚道上に鋼製のグレーチング
（注）

（延長 48m）を設置することとした。

また、18年度の工事の実施期間中において、貯水池の外周のうち洪水吐等の外側に魚道
さく

が設置されている区間（延長 45m。以下「魚道区間」という。）については、防護柵として設置

することとしていたコンクリート製の擬木柵は、その高さ 1.1mが十分ではないなど安全性

が確保されないおそれがあるとして、これを高さ 1.6mの金属製のネットフェンスに変更す

る設計変更を行い、これにより施工していた。

2 検査の結果

本院は、沖縄県において、有効性等の観点から、設置した施設は効果を発揮しているかな

どに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面等の書類及び現

地の状況を検査したところ、次のとおり、適切とは認められない事態が見受けられた。

すなわち、同県は、前記のとおり防護柵の設計変更を行っていたが、これに伴い新たに作

成した設計図面において、魚道区間に係るネットフェンス（延長 45m）を洪水吐等と魚道の

隔壁上に設置すべきところ、誤って、魚道の外側の側壁上（参考図参照）等に設置するとし

て、これにより施工していた。このため、魚道区間に係るグレーチング（延長 45m）につい

ては、このネットフェンスが障害となり、地元住民等がグレーチング上に立ち入ることがで

きず、魚道を上からのぞいて魚類の往来を観察できない状況となっていた。

このような事態が生じていたのは、同県において、グレーチングの設置目的等に対する認

識が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件グレーチングは、ネットフェンスの設置位置を誤ったため魚類観察を行

うことができないものとなっており、補助の目的を達しておらず、グレーチング及びネット

フェンス（工事費相当額計 8,613,520円）に係る国庫補助金相当額計 6,460,139円が不当と認め

られる。

（注） グレーチング 農業用用排水路、道路側溝等の上に設置される鋼製等の格子状のふた
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（参 考 図）

設計変更前における防護柵（擬木柵、正しい設置位置）

設計変更後における防護柵（ネットフェンス、誤った設置位置）

（733）にっぽん食育推進事業の実施に当たり、補助対象事業費の精算が過大となっていた

り、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったりしているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）総合食料対策費

部 局 等 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

株式会社エヌエイチケイエデュケーショナル

補 助 事 業 にっぽん食育推進

補助事業の概要 食育を推進するために、平成 18年度に、地域において、地域の食材

や特有の食文化を紹介するとともに健全な食生活に係る啓発等を行う

ための食育推進イベントを開催するもの

事 業 費 113,000,000円

上記に対する国
庫補助金交付額

73,000,000円

不当と認める事
業費

44,525,259円

不当と認める国
庫補助金相当額

4,525,259円
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1 補助事業の概要

� 補助事業の概要

この補助事業は、株式会社エヌエイチケイエデュケーショナル（東京都渋谷区）が、にっ

ぽん食育推進事業の一環として、食育を全国的に推進するとともに、国民一人一人が「食」

について自ら考える習慣を身につけることを目的として、平成 18年度に全国の 10地域に

おいて、地域の食材や特有の食文化の紹介等を行うイベント（以下「食育フェア」という。）

を開催したものである。

同会社は、本件補助事業を消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）を含めて事業費

113,000,000円（国庫補助金 73,000,000円）で実施したとして、19年 4月に農林水産本省に

実績報告書を提出して、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。

� 補助事業における消費税の取扱い

「総合食料対策事業関係補助金等交付要綱」（平成 16年 15消安第 7340号農林水産事務次官依

命通知）等によると、補助事業の事業主体は、実績報告書の提出後に、消費税の申告をし

て仕入税額控除
（注）

した消費税額に係る補助金の額が確定したときには、その金額を速やかに

農林水産本省に報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなってい

る。

2 検査の結果

本院は、農林水産本省及び株式会社エヌエイチケイエデュケーショナルにおいて、合規性

等の観点から、事業の経理等は適正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行っ

た。そして、本件補助事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のよう

な事態が見受けられた。

ア 同会社は、本件補助事業である食育フェアと最新医療の情報イベント（以下「健康フェ

ア」という。）を同じ会場で同時に開催しており、健康フェアに係る経費を含めて事業費を

前記のとおり計 113,000,000円としていた。

しかし、上記の事業費のうち 11,681,051円については支出されておらず、実際に要した

事業費は 101,318,949円であり、また、この事業費の内訳をみると、食育フェアの事業費

は 51,659,040円、健康フェアの事業費は 19,315,249円、両者に共通する事業費が

30,344,660円であった。

そして、健康フェアは補助の対象とならないことから、上記の共通する事業費をイベン

トの実施運営等に従事した職員の業務量等の割合に応じて案分するなどして、食育フェア

に係る補助対象事業費を算出すると 71,136,766円となる。

イ 同会社は、19年 5月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額

3,702,685円を仕入税額控除していたが、これに係る補助金の額 2,662,025円を報告、返還

していなかった。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 同会社において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと及び仕入税額控

除した消費税額に係る補助金の額の報告及び返還義務について認識していなかったこと

イ 同省において、本件補助事業の審査、確認及び同会社に対する指導が十分でなかったこ

と

したがって、適正な国庫補助対象事業費は、食育フェアに係る補助対象事業費 71,136,766

円から仕入税額控除した消費税額に係る補助金の額 2,662,025円を控除した 68,474,741円と
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なるので、この適正な国庫補助対象事業費と前記の事業費 113,000,000円との差額

44,525,259円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額 4,525,259円が不当と

認められる。

（注） 仕入税額控除 確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る

消費税額を控除すること

（734）食品リサイクル促進技術開発事業の実施に当たり、技術の開発に必要がない機械装置

の購入費を補助の対象に含めるなどしていたため、補助対象事業費の精算が過大と

なっていたり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったりして

いるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）総合食料対策費

部 局 等 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

吉村化成株式会社

補 助 事 業 食品リサイクル促進技術開発

補助事業の概要 再資源化の支障となっている食品容器等の分別問題を解決するため

に、平成 14年度に食品容器等に分別不要な生分解性素材を導入・実

用化するための技術開発を行うもの

事 業 費 15,094,600円

上記に対する国
庫補助金交付額

14,775,000円

不当と認める事
業費

2,881,266円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,881,189円

1 補助事業の概要

� 補助事業の概要

この補助事業は、吉村化成株式会社（奈良県香芝市）が、食品リサイクル促進技術開発事

業の一環として、再資源化の支障となっている食品容器等の分別問題を解決するために、

平成 14年度に食品容器等に分別不要な生分解性素材
（注 1）

を導入・実用化するための技術開発

を行ったものである。

同会社は、本件補助事業について、技術開発のための機械装置の購入等を消費税（地方

消費税を含む。以下同じ。）を含めて、事業費 15,094,600円（国庫補助対象事業費同額、国

庫補助金 14,775,000円）で実施している。そして、15年 4月に農林水産本省に実績報告書

を提出して、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。

� 補助事業における消費税の取扱い

「総合食料対策事業関係補助金交付要綱」（平成 12年 12食流第 324号農林水産事務次官依命

通知）等によると、補助事業の事業主体は、実績報告書の提出後に、消費税の申告をして

仕入税額控除
（注 2）

した消費税額に係る補助金の額が確定したときには、その金額を速やかに農

林水産本省に報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなっている。
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2 検査の結果

本院は、農林水産本省及び吉村化成株式会社において、合規性等の観点から、事業の経理

等は適正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件補助事業

について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 同会社は、本件補助事業の実施に当たり、機械装置を計 11,025,000円（消費税込み）で購

入している。このうち、2,446,500円（消費税込み）で購入した除じん機は、本件補助事業

が目的とする技術の開発には必要がないため補助の対象とはならないものであるにもかか

わらず、同会社はこの購入費を補助対象事業費に含めていた。このため、補助対象事業費

が、消費税相当額を除き 2,330,000円過大に精算されていた。

イ 同会社は、15年 10月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額

551,266円を仕入税額控除していたが、これに係る補助金の額 551,189円を報告、返還し

ていなかった。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 同会社において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと及び補助事業に

おける消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと

イ 農林水産本省において、本件補助事業の審査、確認及び同会社に対する指導が十分でな

かったこと

したがって、適正な国庫補助対象事業費は、前記の事業費 15,094,600円から仕入税額控除

した消費税額 551,266円及び過大に精算された額 2,330,000円を除いた 12,213,334円とな

り、前記の国庫補助対象事業費 15,094,600円との差額 2,881,266円が過大に精算されるなど

している。そして、上記の適正な国庫補助対象事業費 12,213,334円に基づく国庫補助金相当

額 11,893,811円と国庫補助金交付額 14,775,000円との差額 2,881,189円が過大となっていて

不当と認められる。

（注 1） 生分解性素材 微生物等により最終的に二酸化炭素と水に分解される素材

（注 2） 仕入税額控除 確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係

る消費税額を控除すること

（735）
（736）国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量を実績数量ではなく計画数

量で算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）牛肉等関税財源畜産振興費

部 局 等 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 全国農業協同組合連合会

間接補助事業者
（事 業 主 体）

� 阿蘇高原粗飼料生産組合

� 高岳粗飼料生産組合

補 助 事 業 国産稲わら等確保促進

補助事業の概要 粗飼料生産組合に対して、飼料用稲わら等の生産、収集及び調製を行

い、畜産農家等に供給するのに要する経費について補助するもの
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事 業 費 � 27,096,000円（平成 17年度）

� 25,722,600円（平成 17年度）

計 52,818,600円

上記に対する国
庫補助金交付額

� 27,096,000円

� 25,722,600円

計 52,818,600円

不当と認める事
業費

� 4,614,000円（平成 17年度）

� 3,579,600円（平成 17年度）

計 8,193,600円

不当と認める国
庫補助金交付額

� 4,614,000円（平成 17年度）

� 3,579,600円（平成 17年度）

計 8,193,600円

1 補助事業の概要

この補助事業は、国産粗飼料増産対策事業実施要綱（平成 17年 16生畜第 4388号農林水産事

務次官依命通知。平成 16年度以前は国産粗飼料増産緊急対策事業実施要綱。以下「実施要綱」

という。）等に基づき、粗飼料生産組合（以下「生産組合」という。）が飼料用稲わら、乾草等（以

下「稲わら等」という。）の生産、収集及び調製を行い、畜産農家等に供給するのに要する経費

について、全国農業協同組合連合会（以下「全農」という。）等が補助する場合に、国（16年度

以前は独立行政法人農畜産業振興機構）がこの補助に要する経費を補助するものである。実

施要綱等によれば、全農等は、生産組合が畜産農家等と原則として 3年以上の稲わら等の生

産供給契約を締結していることなどを補助の条件として、生産組合ごとに、補助金を交付す

ることとなっている。そして、この補助金の交付額は、補助対象年度に生産組合が畜産農家

等に供給した稲わら等の数量を補助対象数量として、当該補助対象数量に 1�当たりの補助
金単価を乗じて算定することとなっている。

全農は、補助事業の実施に当たっては、実施要綱等の定めるところにより、農業協同組合

連合会等に事業の一部を委託することができることとなっており、熊本県の阿蘇農業協同組

合（以下「阿蘇農協」という。）管内の生産組合に係る補助金交付申請書、実績報告書等の各種

書類の審査、稲わら等の供給量の確認等の手続は、すべて、熊本県経済農業協同組合連合会

（以下「経済連」という。）及び阿蘇農協を通じて行われている。

そして、阿蘇農協管内の生産組合は、事業完了後に稲わら等の供給量等を記載した実績報

告書を作成して、阿蘇農協に提出していた。提出を受けた阿蘇農協は、当該実績報告書の記

載内容を審査、確認してこれを経済連に提出していた。経済連は、当該実績報告書を審査し

て、事業の実施状況を確認して、これを全農に提出していた。

2 検査の結果

本院は、全農及び阿蘇農協管内の 10生産組合において、合規性等の観点から、補助金額

は実施要綱等に基づき適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そし

て、10生産組合が実施した国産稲わら等確保促進事業について、実績報告書等の書類によ

り検査したところ、阿蘇高原粗飼料生産組合及び高岳粗飼料生産組合において、次のとお

り、適切とは認められない事態が見受けられた。
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ア 阿蘇高原粗飼料生産組合は、17年度に、畜産農家に稲わら等を 903,200�供給したとし
て全農から補助金 27,096,000円の交付を受けていた。

しかし、同生産組合は補助対象数量を、実績数量ではなく、補助金交付申請書に記載さ

れた計画数量で算定していた。このため、実績数量を精査したところ、補助対象となる実

際の稲わら等の供給量は 749,400�であり、153,800�が過大となっていた。
イ 高岳粗飼料生産組合は、17年度に、畜産農家等に稲わら等を 857,420�供給したとして
全農から補助金 25,722,600円の交付を受けていた。

しかし、同生産組合は、補助対象数量に、畜産農家等との生産供給契約が締結されてい

ないなど補助対象とはならない数量を含めていたり、畜産農家等への販売の事実がない稲

わら等の数量を含めていたりなどしていた。このため、補助対象となる実際の稲わら等の

供給量は 738,100�であり、119,320�が過大となっていた。
このような事態が生じていたのは、阿蘇高原粗飼料生産組合及び高岳粗飼料生産組合にお

いて、補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、阿蘇農協及び経済連にお

いて、本件補助事業に対する審査及び確認が十分でなかったこと、全農において、本件補助

事業の審査及び確認並びに両生産組合、阿蘇農協及び経済連に対する指導が十分でなかった

ことなどによると認められる。

したがって、適正な補助金交付額を算定すると、それぞれ 22,482,000円、22,143,000円と

なり、前記の補助金交付額との差額 4,614,000円、3,579,600円、計 8,193,600円（国庫補助金

同額）が過大に交付されていて、不当と認められる。

（737）地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業の実施に当たり、補助対象事業費の

精算が過大となっていたり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していな

かったりしているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産技術会議 （項）農林水産技術振興費

部 局 等 農林水産本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

高梨乳業株式会社

補 助 事 業 地域食料産業等再生のための研究開発等支援

補助事業の概要 食品関連の産業界が直面している緊急的な諸問題を解決するために、

平成 17年度に、民間企業等の研究機関が行う短期集中的な研究開発

等を支援するもの

事 業 費 29,341,951円

上記に対する国
庫補助金交付額

14,220,000円

不当と認める事
業費

3,504,858円

不当と認める国
庫補助金相当額

1,713,556円
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1 補助事業の概要

� 補助事業の概要

この補助事業は、高梨乳業株式会社（横浜市）が、地域食料産業等再生のための研究開発

等支援事業として、平成 17年度に、スギ花粉症等のアレルギー体質を改善することを目

的とした商品性の高い次世代機能性食品
（注 1）

を、複合乳酸菌発酵
（注 2）

により製造するための技術の

開発を行ったものである。

同会社は、本件補助事業を消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）を含めて、事業費

29,341,951円（国庫補助対象事業費同額、国庫補助金 14,220,000円）で実施したとして、18

年 4月に農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助対象事業費の精算を

受けていた。

� 補助事業における消費税の取扱い

「地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業費補助金交付要綱」（平成 17年 16農会

第 1494号農林水産事務次官依命通知）等によると、補助事業の事業主体は、実績報告書の提

出後に、消費税の申告をして仕入税額控除
（注 3）

した消費税額に係る補助金の額が確定したとき

には、その金額を速やかに農林水産本省に報告するとともに、当該金額を返還しなければ

ならないこととなっている。

2 検査の結果

本院は、農林水産本省及び高梨乳業株式会社において、合規性等の観点から、事業の経理

等は適正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件補助事業

について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 農林水産省は、本件補助事業において、事業主体が事業の一部を大学、独立行政法人等

に委託して行なわせる場合には、補助事業に係る経費を明確にするために、精算条項を明

記した契約書により委託契約を締結するよう事業主体に指導しているが、同会社は、精算

条項のない契約書により委託契約を締結していた。このため、委託先の独立行政法人は、

委託契約に係る経費について精算の必要がないと判断して、他の経費との区分経理を行っ

ていなかった。その結果、当該独立行政法人へ委託費として支払った 2,000,000円（消費税

込み）について、一部の経費（採血に伴う謝礼金 15,000円）を除いた 1,985,000円が本件補

助事業のために使用されていたかどうか確認できない状況となっていたにもかかわらず、

同会社は、この経費を補助対象事業費に含めていた。

また、同会社は、別の委託先から返金を受けており実際には負担していなかった経費

や、研究員が本件補助事業に従事していない時間に係る人件費を補助対象事業費に含めて

いた。

これらのため、補助対象事業費が、消費税相当額を除き 2,393,700円過大に精算されて

いた。

イ 同会社は、17年 11月及び 18年 11月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る

消費税額 1,111,158円を仕入税額控除していたが、これに係る補助金の額 554,666円を報

告、返還していなかった。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。
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ア 同会社において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと及び補助事業に

おける消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと

イ 農林水産本省において、本件補助事業の審査、確認及び同会社に対する指導が十分でな

かったこと

したがって、適正な国庫補助対象事業費は、前記の事業費 29,341,951円から仕入税額控除

した消費税額 1,111,158円及び過大に精算された額 2,393,700円を除いた 25,837,093円とな

り、前記の国庫補助対象事業費 29,341,951円との差額 3,504,858円が過大に精算されるなど

していて、これに係る国庫補助金相当額 1,713,556円が不当と認められる。

（注 1） 機能性食品 生理系統の調節により、健康に寄与する食品

（注 2） 複合乳酸菌発酵 乳酸を作る菌を数種類組み合わせて行う発酵

（注 3） 仕入税額控除 確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係

る消費税額を控除すること

（738）緑の雇用担い手対策事業の実施に当たり、研修生の資格要件を満たしていない者を助

成対象に含めていたため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）林業振興費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 全国森林組合連合会

間接補助事業者
（事 業 主 体）

宮古地方森林組合

補 助 事 業 緑の雇用担い手対策

補助事業の概要 林業就業に意欲のある若者等が林業の担い手として定着していくため

に必要な研修を実施する森林組合等に助成金の交付等を行う全国森林

組合連合会に対して、国が補助金を交付するもの

事 業 費 9,158,700円（平成 18年度）

上記に対する助
成金交付額

9,158,700円

上記に対する国
庫補助金交付額

9,158,700円

不当と認める事
業費

3,051,800円（平成 18年度）

不当と認める助
成金交付額

3,051,800円（平成 18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

3,051,800円（平成 18年度）

1 補助事業の概要

この補助事業は、林業就業に意欲のある若者等が林業の担い手として定着していくために

必要な研修を実施する事業主体に助成金の交付等を行う全国森林組合連合会（以下「全森連」

という。）に対して、国が補助金を交付する事業（緑の雇用担い手対策事業。以下「緑の雇用事
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業」という。）である。そして、全森連は同事業の実施に当たり、岩手県森林組合連合会（以下

「県森連」という。）に対して、同事業の実施に関する監督、検査等を委託している。

緑の雇用事業の事業内容は研修を受ける者に対する実地研修等となっており、実地研修に

は基本研修と技術高度化研修がある。このうち基本研修は植付け、下刈り、間伐等林業就業

に必要な基本的な技術・技能を習得させるものであり、その資格要件は林業の就業経験が通

算 2年未満の者であることなどとされている。

宮古地方森林組合（岩手県宮古市所在。以下「組合」という。）は、平成 18年 6月から 19年

3月までの間に、研修生 4名を対象に基本研修を行うなどして緑の雇用事業を計 9,158,700

円で実施したとする実績報告書等を、県森連を通じて全森連に提出して、助成金 9,158,700

円（国庫補助金同額）の交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、全森連及び組合において、合規性等の観点から、研修生が資格要件を満たしてい

るかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、緑の雇用事業について、実績報告書、

作業員の雇用契約書等の書類を検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見

受けられた。

すなわち、組合は前記基本研修の研修生 4名について、いずれの者も林業の就業経験が通

算 2年未満であると申告していた。

しかし、研修生 4名のうち、研修生 Aは 11年 3月から 18年 3月までの間のうち通算 6

年 9か月間、また、研修生 Bは 15年 9月から 18年 3月までの通算 2年 7か月間それぞれ

林業に従事していたので、これら 2名は林業の就業経験が通算 2年以上あり、基本研修を受

けることが必要と認められる者には該当しない。

このような事態が生じていたのは、組合において、上記 2名の林業の就業経験が 2年以上

あることを知りながら資格要件を満たしていると申告していたことなど緑の雇用事業の適正

な実施に対する認識が欠けていたこと、全森連において、組合及び県森連に対する指導及び

監督が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、前記の 2名は緑の雇用事業の研修生としての資格要件を満たしていないこと

から助成対象とは認められず、研修生に係る事業費を適正に算定すると 6,106,900円とな

り、前記の助成金 9,158,700円との差額 3,051,800円（国庫補助金同額）が過大に交付されてお

り、不当と認められる。

（739）海外漁業協力効率化促進事業の実施に当たり、補助の対象とならない賞与、住宅手当

等を事業費に含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されるなどしているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）水産庁 （項）水産業振興費

部 局 等 水産庁

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

社団法人海外水産コンサルタンツ協会

補 助 事 業 海外漁業協力効率化促進
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補助事業の概要 海外漁業協力事業に対する開発途上国の要望等を把握するために、平

成 19年度に当該開発途上国の漁業の現状と問題点を調査分析する事

前調査等を実施するもの

事 業 費 84,144,031円

上記に対する国
庫補助金交付額

42,019,000円

不当と認める事
業費

4,837,710円

不当と認める国
庫補助金相当額

2,365,840円

1 補助事業の概要

この補助事業は、社団法人海外水産コンサルタンツ協会（以下「協会」という。）が、平成 19

年度に我が国の海外漁業協力事業に対する開発途上国の要望等を把握するために、当該開発

途上国の漁業の現状と問題点を調査分析する事前調査等の事業を実施したものである。

水産庁が定めた海外漁業協力効率化促進事業公募要領（平成 19年 18水管第 3683号）によれ

ば、当該補助事業に係る補助対象経費は調査費と国内事務費とされている。この国内事務費

のうちの賃金は、事業を実施するために事業主体が雇用した者等に対して支払う実働に応じ

た対価とされており、賞与、住宅手当等は補助の対象から除外するとされている。

そして、協会は、本件補助事業を 84,144,031円で実施したとして、水産庁に実績報告書を

提出して、これに対して国庫補助金 42,019,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助事業に係る経理が適切に行われているかなどに着眼し

て、水産庁及び協会において会計実地検査を行った。そして、本件補助事業について、実績

報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられ

た。

すなわち、協会は、補助事業に要した経費（以下「補助事業費」という。）の算定に当たり、

補助の対象とならない賞与、住宅手当等を賃金に含めていたり、一月のうちに本件補助事業

に従事していない日があるのに賃金のすべてを補助事業費に含める月がある一方で、従事し

た日があるのに賃金のすべてを補助事業費から除外する月があるなど従事実績に基づかずに

賃金を算出したりしていた。

このような事態が生じていたのは、協会において、補助事業費の算定についての理解が十

分でなかったこと、水産庁において、本件補助事業の審査、確認が十分でなかったり、協会

に対する指導が十分でなかったりしたことによると認められる。

したがって、賞与、住宅手当等を除外するとともに、本件補助事業への従事実績に基づい

て賃金を算定するなどすると、適正な補助事業費は 79,306,321円となり、前記の補助事業費

84,144,031円との差額 4,837,710円が過大に算定されるなどしていて、これに係る国庫補助

金相当額 2,365,840円が不当と認められる。
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（740）―

（751）
国庫補助事業に係る事務費等の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不

適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならな

い用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農村整備事業費等

（組織）林野庁 （項）林業振興費等

（項）治山事業費等

�
�
�
�
�

平成 17年度以前は、

国有林野事業特別会計（治山勘定）

（項）治山事業費等

�
�
�
�
�

（組織）水産庁 （項）水産基盤整備費等

食糧管理特別会計（国内米管理勘定）

（項）国内米管理費

�
�
�
�
�

平成 19年度以降は、

食料安定供給特別会計（米管理勘定）

（項）米管理費

�
�
�
�
�

森林保険特別会計 （項）森林保険業務費

農業経営基盤強化措置特別会計 （項）農地保有合理化促進対策費等

�
�
�
�
�

平成 19年度以降は、

食料安定供給特別会計（農業経営基盤強化勘定）

（項）農地保有合理化促進対策費等

�
�
�
�
�

部 局 等 農林水産本省、林野庁、水産庁、 5農政局、 8道府県

補 助 の 根 拠 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）、森林法（昭和 26年法律第 249号）、

漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号）等、予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

12道府県

補 助 事 業 土地改良事業、治山事業、漁港漁場整備事業等

国庫補助事業に
係る事務費等の
概要

国庫補助事業の施行のために直接必要な需用費、賃金及び旅費に係る

経費

不適正な経理処
理等により支出
された国庫補助
事業に係る事務
費等の額

� 不適正な経理処理により支払われた需用費

232,387,415円（平成 14年度～18年度）

	 補助の対象とならない用途に支払われた賃金

165,780,126円（平成 14年度～18年度）


 補助の対象とならない用途に支払われた旅費

174,932,982円（平成 14年度～18年度）

計 573,100,523円
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不当と認める国
庫補助金相当額

� 109,070,787円（平成 14年度～18年度）

� 75,273,268円（平成 14年度～18年度）

� 80,962,329円（平成 14年度～18年度）

計 265,306,384円

1 事務費の概要

農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農

山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林

生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることなどを目的として、土地改良

法（昭和 24年法律第 195号）、森林法（昭和 26年法律第 249号）、漁港漁場整備法（昭和 25年法律第

137号）等に基づき、土地改良事業、治山事業、漁港漁場整備事業等の公共事業等を実施する

都道府県に対して、事業に要する経費の一部について国庫補助金（補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号。以下「補助金適正化法」という。）第 2条第 1

項に規定する「補助金等」。以下「補助金等」という。）を交付している。

上記の補助金等の対象となる経費は、主に、土地改良等の公共事業の実施に要した工事費

及び事務費（以下、国庫補助事業に係る事務費を「国庫補助事務費」という。）とされている。

国庫補助事務費は、国庫補助事業の施行のために直接必要な事務に係る経費であり、国庫補

助事業に直接従事する職員の人件費のほか、物品の購入等に係る需用費、国庫補助事業の事

務補助を行わせるために雇用した臨時職員に支払う賃金、職員が国庫補助事業に係る用務で

出張した場合に支払う旅費等の経費がある。そして、国庫補助事務費に係る補助金等の交付

額は、補助金等の交付決定単位ごとに事業費を所定の額に区分して、事業費の額に区分ごと

に定められた率を乗じて得た額を上限として算出することとされている。

また、非公共事業の実施に要した経費についても、農林水産省から補助金等や交付金が交

付されており、これらの経費の中にも需用費、賃金、旅費等が補助対象経費として含まれて

いる（以下、非公共事業における需用費等の経費と上記の国庫補助事務費を合わせて「国庫補

助事務費等」という。）。

上記の国庫補助事務費等を含めた補助金等の交付申請、交付決定等の手続は、補助金適正

化法の定めるところにより行うこととされている。そして、補助金適正化法第 3条等の規定

によると、補助事業者は法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に国庫補助事業

を行うように努めるとともに、補助金等を他の用途に使用してはならないなどとされてい

る。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、12道府県において、これらの道府県が平成 14年度から 18年度までの間に実

施した農林水産省所管の国庫補助事業について、合規性等の観点から、国庫補助事務費等

の経理が適正に行われているか、国庫補助事務費等が国庫補助事業の目的に従って適正に

使用されているかなどに着眼して、国庫補助事務費等が支出される科目から支払われた需

用費、賃金及び旅費を対象として、支出命令書等の書類により会計実地検査を行った。そ

して、不適正な経理処理等による支出があった場合には、更に当該道府県に事態の詳細に

ついて調査及び報告を求めて、その内容を確認するなどの方法により検査を行った。
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（なお、本件の検査の背景等については、後掲 1178ページの「都道府県等における国庫補助

事業に係る事務費等の経理等の状況について」参照）

� 検査の結果

検査したところ、12道府県において、14年度から 18年度までの間に、虚偽の内容の関

係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象となら

ない用途に賃金又は旅費を支払ったりしていたものが、計 573,100,523円（国庫補助金相当

額計 265,306,384円）あった。

これを需用費、賃金及び旅費ごとに示すと、次のとおりである。

ア 需用費の支払

12道府県は、国庫補助事業の施行のために必要となる物品の購入等に当たっては、

業者から見積書を徴するなどして契約業者、購入価額等を決定して、支出負担行為等の

経理処理を行って、契約した物品が納入されたことを確認（以下「検収」という。）した上

で、業者からの請求に基づき購入代金を支払うこととしている。

しかし、12道府県は、14年度から 18年度までの間に、不適正な経理処理を行って需

用費計 232,387,415円（国庫補助金相当額 109,070,787円）を支払っていた。

これを態様別に示すと、次のとおりである（表参照）。

� 預け金

業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに納入さ

れたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、当該支

払金を業者に預け金として保有させて、後日、これを利用して契約した物品とは異な

る物品を納入させていたもの

5府県、支払額 23,607,893円（国庫補助金相当額 11,290,484円）

＜事例＞

岩手県 A部署は、平成 16年度に、事務用品販売業者 2社からリサイクルトナー

等を購入して、これらの検収を行ったとして、国庫補助事務費等が支出される漁港

漁場整備費等から需用費計 13,735,033円（国庫補助金相当額 7,026,807円）を支払っ

ていた。

しかし、同部署は、実際には、業者に架空取引を指示して請求書等を提出させ

て、上記のリサイクルトナー等が納入されていないのに納入されたこととする虚偽

の内容の関係書類を作成して当該需用費を支払っていた。

そして、当該支払金を業者に預け金として保有させ、これを利用して契約した物

品とは異なる物品を納入させていた。

� 一括払

支出負担行為等の正規の経理処理を行わないまま、随時、業者に物品を納入させた

上で、後日、納入された物品とは異なる物品の請求書等を提出させて、これらの物品

が納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を一括し

て支払うなどしていたもの

3県、支払額 43,695,241円（国庫補助金相当額 21,646,005円）
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� 差替え

業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した物品が納入されていないのに納入さ

れたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、実際に

は契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させていたもの

6府県、支払額 50,825,516円（国庫補助金相当額 22,052,495円）

� 翌年度納入

物品が翌年度以降に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より

前の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたことと

して需用費を支払っていたもの

12道府県、支払額 100,642,646円（国庫補助金相当額 48,284,968円）

� 前年度納入

物品が前年度以前に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より

後の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたことと

して需用費を支払っていたもの

8道府県、支払額 13,616,119円（国庫補助金相当額 5,796,835円）

表 不適正な経理処理により支払われた需用費の額の道府県別・態様別内訳
（単位：円）

道府県名 �預け金 �一括払 �差替え �翌年度納入 �前年度納入 計

北 海 道 ―
（ ―）

―
（ ―）

―
（ ―）

1,026,616
（ 513,396）

550,651
（ 278,569）

1,577,267
（ 791,965）

青 森 県 ―
（ ―）

―
（ ―）

559,491
（ 166,225）

867,930
（ 194,474）

874,816
（ 335,519）

2,302,237
（ 696,218）

岩 手 県 17,982,379
（ 9,098,044）

20,841,832
（ 11,229,391）

6,843,984
（ 3,935,011）

34,259,354
（ 21,551,120）

995,084
（ 665,318）

80,922,633
（ 46,478,884）

福 島 県 ―
（ ―）

―
（ ―）

―
（ ―）

1,861,615
（ 790,530）

―
（ ―）

1,861,615
（ 790,530）

栃 木 県 88,200
（ 27,741）

―
（ ―）

―
（ ―）

9,604,506
（ 4,317,890）

―
（ ―）

9,692,706
（ 4,345,631）

群 馬 県 ―
（ ―）

―
（ ―）

149,247
（ 72,375）

6,124,739
（ 2,718,152）

387,534
（ 187,833）

6,661,520
（ 2,978,360）

長 野 県 891,886
（ 442,717）

10,701,373
（ 5,275,935）

651,747
（ 235,019）

8,966,045
（ 3,854,039）

652,004
（ 284,551）

21,863,055
（ 10,092,261）

岐 阜 県 ―
（ ―）

―
（ ―）

―
（ ―）

141,063
（ 70,730）

171,492
（ 95,214）

312,555
（ 165,944）

愛 知 県 4,628,740
（ 1,719,102）

12,152,036
（ 5,140,679）

42,540,201
（ 17,616,364）

22,852,982
（ 9,004,656）

9,930,726
（ 3,941,314）

92,104,685
（ 37,422,115）

京 都 府 16,688
（ 2,880）

―
（ ―）

80,846
（ 27,501）

13,467,514
（ 4,526,473）

53,812
（ 8,517）

13,618,860
（ 4,565,371）

和 歌 山 県 ―
（ ―）

―
（ ―）

―
（ ―）

1,277,660
（ 557,657）

―
（ ―）

1,277,660
（ 557,657）

大 分 県 ―
（ ―）

―
（ ―）

―
（ ―）

192,622
（ 185,851）

―
（ ―）

192,622
（ 185,851）

計 23,607,893
（ 11,290,484）

43,695,241
（ 21,646,005）

50,825,516
（ 22,052,495）

100,642,646
（ 48,284,968）

13,616,119
（ 5,796,835）

232,387,415
（109,070,787）

（注） 括弧書きは国庫補助金相当額
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イ 賃金の支払

12道府県は、公共事業等の事務補助を行わせるために臨時職員を雇用して、当該臨

時職員が国庫補助事業の用務を行っている場合には、当該事業に係る国庫補助事務費等

の支出科目から賃金を支払うこととしている。

しかし、長野県は、14、15両年度に、国庫補助事業に係る用務を行っていない臨時

職員に対して、国庫補助事務費等が支出される科目から賃金計 886,260円を支払ってお

り、これに係る国庫補助金相当額計 347,289円を補助の対象とならない用途に使用して

いた。

また、 7道県は、14年度から 18年度までの間に、臨時職員の配属された部署が所掌

する国庫補助事業とは異なる事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から賃金計

164,893,866円を支払っており、これに係る国庫補助金相当額 74,925,979円を当該補助

の対象とならない用途に使用していた。

ウ 旅費の支払

12道府県は、職員が設計審査、工法協議等の国庫補助事業に係る用務で出張した場

合には、当該事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から旅費を支払うこととしてい

る。

しかし、12道府県は、14年度から 18年度までの間に、あいさつ回り、辞令交付、県

単独事業、記念式典への参加、視察随行、各種任意団体の総会への出席、内部研修への

参加等国庫補助事業とは直接関係のない用務で出張した職員に対して、国庫補助事務費

等が支出される科目から旅費計 174,932,982円を支払っており、これに係る国庫補助金

相当額 80,962,329円を補助の対象とならない用途に使用していた。

これらのアからウの事態は、12道府県において、契約した物品が納入されていないの

に納入されたこととして虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って

需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金又は旅費を支払ったりしていたも

ので、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、12道府県において、国庫補助事務費等の適正な会

計経理に関する認識が十分でなかったこと、国庫補助事務費等は当該年度の国庫補助事業

の施行に当たり直接必要な経費に限られることの認識が十分でなかったことなどによると

認められる。

前記のアからウをまとめて道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 区 分 年 度 不適正な経理処
理等により支出
された国庫補助
事務費等の額

不当と認める
国庫補助金相
当額

摘 要

円 円

（740） 北 海 道 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

14～18
14、18
14～18

1,577,267
1,487,626

21,551,175
24,616,068

791,965
1,235,922

14,258,548
16,286,435

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（741） 青 森 県 需 用 費
旅 費
小 計

14～17
14～18

2,302,237
10,736,608
13,038,845

696,218
4,081,779
4,777,997

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外
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道府県名 区 分 年 度 不適正な経理処
理等により支出
された国庫補助
事務費等の額

不当と認める
国庫補助金相
当額

摘 要

円 円

（742） 岩 手 県 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

14～18
14～18
14～18

80,922,633
41,850,147
18,382,504

141,155,284

46,478,884
19,960,656
8,023,201

74,462,741

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（743） 福 島 県 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

14～18
14～18
14～18

1,861,615
7,817,119

28,537,500
38,216,234

790,530
3,335,730

10,951,944
15,078,204

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（744） 栃 木 県 需 用 費
旅 費
小 計

17、18
17、18

9,692,706
732,280

10,424,986

4,345,631
270,252

4,615,883

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

（745） 群 馬 県 需 用 費
旅 費
小 計

14～18
14～18

6,661,520
3,846,526

10,508,046

2,978,360
2,055,967
5,034,327

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

（746） 長 野 県 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

14～18
14～18
14～18

21,863,055
50,833,010
14,115,392
86,811,457

10,092,261
25,544,447
5,814,512

41,451,220

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（747） 岐 阜 県 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

14～17
14～18
14～18

312,555
6,767,999

16,566,734
23,647,288

165,944
3,411,505
9,935,017

13,512,466

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（748） 愛 知 県 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

14～18
14～18
14～18

92,104,685
2,315,875

36,337,935
130,758,495

37,422,115
862,856

13,176,387
51,461,358

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（749） 京 都 府 需 用 費
旅 費
小 計

14～18
14～18

13,618,860
17,027,926
30,646,786

4,565,371
8,439,906

13,005,277

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

（750） 和歌山県 需 用 費
賃 金
旅 費
小 計

16～18
14～18
16～18

1,277,660
54,708,350
7,092,302

63,078,312

557,657
20,922,152
3,951,619

25,431,428

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（751） 大 分 県 需 用 費
旅 費
小 計

18
14

192,622
6,100

198,722

185,851
3,197

189,048

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

計 需 用 費
賃 金
旅 費

14～18
14～18
14～18

232,387,415
165,780,126
174,932,982

109,070,787
75,273,268
80,962,329

不適正な経理処理
補 助 の 対 象 外

同

（740）―（751）の合計 573,100,523 265,306,384

（752）―

（756）
沿岸漁業改善資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）水産庁 （項）水産業振興費

部 局 等 水産庁

助 成 の 根 拠 沿岸漁業改善資金助成法（昭和 54年法律第 25号）

事 業 主 体 4県

事 業 の 内 容 沿岸漁業従事者等に対する無利子の沿岸漁業改善資金の貸付け

貸 付 件 数 5件（ 4沿岸漁業従事者）

貸付金額の合計 36,600,000円（国庫補助金相当額 24,399,998円）

不当貸付金額 28,031,200円

補助の目的に沿
わない国庫補助
金相当額

18,687,465円
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1 補助金の概要

水産庁は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和 54年法律第 25号）に基づき、沿岸漁業の経営の健

全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上を図るために、沿岸漁業従

事者等に対して沿岸漁業経営の改善等に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、その

貸付けに必要な資金の 3分の 2以内を沿岸漁業改善資金造成費補助金として交付している。

都道府県は、この補助金に自己資金等を合わせて沿岸漁業改善資金として資金を造成し

て、貸付けを実施している。この沿岸漁業改善資金の貸付けは、近代的な漁業技術の導入等

を行う沿岸漁業従事者等に対して、その所要資金を無利子で貸し付けるもので、資金の種類

ごとに、貸付限度額は原則として 10万円から 2000万円まで、償還期間は 2年以内から

10年以内までとなっている。

貸付けに当たっては、�いわゆる釣宿等の経営を専らとしている者等は、沿岸漁業改善資
金の貸付対象とはならず、沿岸漁業を営みつつ、兼業としてこれらの事業を営んでいる者

は、沿岸漁業の経営に係る事業が貸付対象となること、�機器等の据付け及び搬入は、貸付
決定通知を受けてから実施すること、�沿岸漁業改善資金の種類の一つである燃料油消費節
減機器等設置資金の貸付対象機器である漁船用環境高度対応機関

（注 1）
（以下「エンジン」という。）

で貸付対象となるのは、原則としてエンジン本体のみで、その周辺機器等は含まないことな

どの条件を付している。

そして、借受者は、事業完了後に事業実施報告書を提出して、都道府県はこれに基づいて

事業の実施状況を審査、確認することとなっている。

（注 1） 漁船用環境高度対応機関 通常の漁船用の推進機関と比較して燃料油の消費が削減さ

れる機関

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、借受者は貸付けの目的どおりに事業を実施しているか、

貸付対象事業費に貸付対象外の機器等の経費を含んでいないか、これに対する道県の審査

及び確認は適切に行われているかなどに着眼して、26道県及び 307借受者において、事

業実施報告書等の書類を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、 4県が実施した 4借受者に対する 5件 36,600,000円の貸付けにおいて、借

受者が、貸付対象の機器等をほとんど沿岸漁業以外の経営に使用していたり、貸付決定前

に機器等の引渡しを受けていたり、機器等を貸付金額より低額で設置したりなどしてい

た。このため、28,031,200円の貸付けが補助の目的に沿わない結果となっており、国庫補

助金相当額 18,687,465円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、借受者が事実と相違した内容の事業実施報告を行っ

ていたり、貸付対象となる機器等についての理解が十分でなかったりしていたこと、県の

審査及び確認並びに借受者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを、県別・貸付先別に示すと次のとおりである。
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県 名 貸 付 先 貸付対象 貸付年月 貸付対象
事 業 費

貸付対象
として適
切でない
事業費

補助の目
的に沿わ
ない国庫
補助金相
当額

摘 要

千円 千円 千円

（752） 福 島 県 沿岸漁業
従事者

エンジン
の設置

18. 2 12,232
（11,650）

3,663
（3,081）

2,054 低額設置
及び貸付
対象外

�同上に�
�対する�
�貸付金�
�額 �

�同上に�
�対する�
�貸付金�
�相当額�

この貸付けは、エンジンを設置するために必要な資金 12,232,500円の一部として、

11,650,000円を貸し付けたものである。借受者は、事業実施報告書ではこのエンジンを貸

付対象事業費どおりの額で設置したとしていたが、この貸付対象事業費は 2,623,000円水

増しされており、さらに、貸付けの対象とならない周辺機器等 1,040,700円が含まれてい

た。

したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると 8,568,800円となり、本

件貸付金額との差額 3,081,200円が過大な貸付けとなっている。
（753） 愛 知 県 沿岸漁業

従事者
エンジン
の設置

18.12 9,555
（9,555）

9,555
（9,555）

6,370 貸付対象
外

（754） 同 同 レーダー
の設置

18.12 918
（695）

918
（695）

463 同

（755） 長 崎 県 同 エンジン
の設置

17.10 8,295
（8,000）

8,295
（8,000）

5,333 同

小 計 18,768
（18,250）

18,768
（18,250）

12,166

これら 3件の貸付けは、エンジン又はレーダーを設置するために必要な資金計

18,768,750円（愛知県の沿岸漁業従事者の分計 10,473,750円、長崎県の沿岸漁業従事者の

分 8,295,000円）の一部として、計 18,250,000円（同計 10,250,000円、同 8,000,000円）を貸

し付けたものである。借受者は、事業計画書では当該エンジン等を設置した漁船を主に沿

岸漁業に使用するとしていたが、実際には当初からほとんど遊漁船業
（注 2）

に使用しており、当

該漁船を使用した収入も遊漁船業によるものが大部分であった。

したがって、借受者は、当初から当該機器をほとんど沿岸漁業以外の経営に使用してい

たことから、貸付けの対象とならないものである。

（注 2） 遊漁船業 釣船、釣宿等、船舶により乗客を漁場に案内して、釣りなどにより魚類等

を採捕させる事業のことで、日本標準産業分類では漁業ではなく、娯楽業に分類さ

れている。

（756） 和歌山県 沿岸漁業
従事者

漁船の購
入

17.10 6,700
（6,700）

6,700
（6,700）

4,466 貸付対象
外

この貸付けは、新規に沿岸漁業を開始するに当たり、漁船を購入するために必要な資金

として、平成 17年 8月の貸付申請を受けて、同年 10月に貸付決定を行い、これに基づき

6,700,000円を貸し付けたものである。借受者は、事業実施報告書では 17年 10月に

6,700,000円で漁船を購入したとしていたが、実際には、貸付申請より前の同年 2月に既

に当該漁船の引渡しを受けていた。また、借受者は、購入代金を支払った当日に契約相手

から 2,000,000円の返金を受けていた。

したがって、貸付決定より前に当該漁船の引渡しを受けていたことから、この事業は貸

付けの対象とならないものである。

（752）―（756）の計
37,701

（36,600）
29,132

（28,031）
18,687
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意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 林業・木材産業改善資金貸付事業の実施に当たり、自主納付制度を活用することによ

り、貸付需要に対応した適切な資金規模として資金を有効に運営するよう意見を表示

したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）林業・木材産業等振興対策費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 林業・木材産業改善資金助成法（昭和 51年法律第 42号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

17県

補 助 事 業 林業・木材産業改善資金貸付

補助事業の概要 林業経営の改善等のために林業従事者等が必要とする資金の貸付事業

を行う都道府県に対して、必要な資金の一部を助成するもの

資 金 造 成 額 86億 5415万余円（平成 19年度末）

上記の資金に対
する国庫補助金
交付額

55億 2934万余円

平成 21年度に
自主納付の検討
対象とすべき額

14億 4792万円

上記に対する国
庫補助金相当額

9億 6528万円

【意見を表示したものの全文】

林業・木材産業改善資金貸付事業の運営について

（平成 20年 10月 22日付け 林野庁長官あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 林業・木材産業改善資金貸付事業等の概要

� 事業の概要

貴庁は、林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者

の福祉の向上に資することを目的として、林業・木材産業改善資金助成法（昭和 51年法律

第 42号。以下「助成法」という。）に基づき、林業従事者等が林業経営の改善等のために必

要とする資金の貸付事業を行う都道府県に対して、当該貸付事業に必要とする資金の 3分

の 2に相当する金額を国庫補助金として交付している。

そして、都道府県は上記の貸付事業を行うため、特別会計を設置して、この国庫補助金

に自己資金等を合わせて林業・木材産業改善資金（平成 15年 6月 30日以前は林業改善資

金。以下「資金」という。）を造成して、林業経営の改善を促進するために必要な機械の購入

又は施設の設置等を行う林業従事者等に対して必要な資金を無利子で貸し付けている。ま

た、この特別会計は、資金を借り入れた林業従事者等からの償還金を受け入れ、これを貸

付財源に充当することを繰り返すことにより運営している。
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� 貴庁における資金活用のための改善処置等

本院は、13年次に林業改善資金について会計実地検査を実施した結果、都道府県にお

いて貸付需要に見合った適切な資金規模にするための検討が十分でなかったため、特別会

計で多額の繰越金が発生して、都道府県費分も合わせた財政資金が効果を発現することな

く滞留している事態について、平成 12年度決算検査報告に本院の指摘に基づき当局にお

いて改善の処置を講じた事項として掲記したところである。そして、貴庁は、13年 10月

に通知を発して、都道府県において特別会計の資金を貸付需要に対応した適切な資金規模

として、貸付けが見込まれない額のうち、国の補助金に相当する額を国へ自主納付できる

こととするなどの処置を講じている。

その後、貴庁は、貸付需要拡大のため、15年 7月に助成法を改正して、貸付けの対象

者を林業従事者のみならず木材製造業、木材卸売業等の木材産業の事業者まで拡充して、

これに係る貸付金の限度額を 1億円とするとともに、都道府県の直接貸付方式のほかに、

銀行等の民間金融機関が都道府県から資金を借り受けて貸付けを行う転貸方式を追加する

などした。

� 資金の貸付け及び繰越しの状況の推移

本件貸付事業を実施している 47都道府県における資金の貸付状況をみると、15年に貸

付対象者の拡充等が行われたこともあり、16年度以降は少しずつ増加する傾向にあるも

のの、表 1のとおり、19年度末貸付残高は 12年度の 123億 3763万余円を下回る 109億

9576万余円となっており、資金造成総額に対する年度末貸付残高の比率（以下「貸付残高

率」という。）は、19年度末においてもいまだに 49.2％と、前回検査した 12年度の水準に

とどまる状況となっている。この結果、19年度末においても資金造成総額に対する次年

度繰越額の比率（以下「繰越率」という。）が 50％を上回る状況が続いている。

表 1 資金の貸付残高及び繰越状況

年度

資金造成総額 �＝（�＋�）

年度末貸付残高
�

次年度繰越額
�

貸付残高率
�/�

繰 越 率
�/�

平成
12

千円 千円 ％ 千円 ％

25,578,873 12,337,630 48.2 13,241,243 51.8

15 25,021,831 8,598,334 34.4 16,423,497 65.6

16 24,878,768 9,089,662 36.5 15,789,106 63.5

17 23,332,339 9,496,289 40.7 13,836,050 59.3

18 22,883,968 10,070,403 44.0 12,813,565 56.0

19 22,353,110 10,995,760 49.2 11,357,350 50.8

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

貴庁は、前記のとおり、都道府県において資金を貸付需要に対応した適切な資金規模とす

るために、貸付けが見込まれない額のうち国の補助金に相当する額を国へ自主納付できるこ

ととするなどの処置を講じてきたところである。しかし、その後も、木材市況の低迷を背景

として多額の繰越金が発生している事態はいまだ大きくは改善されていない状況にある。
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そこで、有効性等の観点から、都道府県における資金が自主納付制度を活用するなどして

貸付需要に対応した適切な資金規模で効果的な運営が図られているかなどに着眼して検査し

た。

（検査の対象及び方法）

資金により貸付事業を実施している 17県
（注 1）
（19年度末の資金造成総額 86億 5415万余円、

うち国庫補助金 55億 2934万余円）において会計実地検査を行い、15年度から 19年度まで

の 5年間の貸付額、繰越額、自主納付の状況等について分析を行うなどして検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 資金の貸付け及び繰越しの状況

19年度末の資金の貸付け及び繰越しの状況をみると、表 2のとおり、貸付残高率が 12

県において 50％を下回っており、このうち 9県は 30％に満たない状況であった。また、

貸付残高率が 5.4％と著しく低く、造成された資金がほとんど貸し付けられていない県も

見受けられた。

表 2 県別の貸付残高率（平成 19年度末）

貸付残高率

10％
未満

10％
以上
20％
未満

20％
以上
30％
未満

30％
以上
40％
未満

40％
以上
50％
未満

50％
以上
60％
未満

60％
以上
70％
未満

70％
以上
80％
未満

80％
以上
90％
未満

90％
以上
100％ 合計

県 数 1 2 6 2 1 1 2 1 0 1
17

計 12 5

イ 貸付けの計画と実績

都道府県は、毎年度、近年の貸付実績を勘案するなどして資金の貸付事業計画（以下「貸

付計画」という。）を策定して、国の承認を受けた上で事業を実施するとともに、その実績

を国に報告することとなっている。

そこで、15年度から 19年度までの 5年間の貸付計画と実績をみると、表 3のとおり、

12県において貸付計画額に対する実績額の比率の年平均値が 50％を下回っていた。これ

は、必ずしも近年の貸付実績に基づくことなく貸付需要の増大を見込むなどしているため

で、多年にわたって貸付計画額が適切な貸付需要見込みを反映したものとはなっていない

状況が見受けられた。

表 3 県別の計画実施率

計画実施率

10％
未満

10％
以上
20％
未満

20％
以上
30％
未満

30％
以上
40％
未満

40％
以上
50％
未満

50％
以上
60％
未満

60％
以上
70％
未満

70％
以上
80％
未満

80％
以上
90％
未満

90％
以上
100％ 合計

県 数 0 3 5 3 1 0 2 3 0 0
17

計 12 5

（注）「計画実施率」とは、平成 15年度から 19年度までの貸付計画額に対する実績額の
比率の年平均値である。

ウ 自主納付制度の活用状況

貴庁は、前記のとおり、都道府県において資金を貸付需要に対応した適切な資金規模と

することを目的として、将来にわたり貸付けに活用されないと見込まれる額のうち国の補

助金に相当する額を国へ自主納付できることとした。
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そこで、自主納付制度の活用状況についてみると、自主納付を 2回実施した県が 2県、

1回実施した県が 5県にとどまっており、表 4のとおり、19年度における繰越率が 50％

以上となるなど、資金が滞留しているにもかかわらず、貸付需要の増大を見込むなどして

自主納付を実施していない県が多数見受けられた。

また、自主納付は実施したものの、19年度における繰越率が 50％以上となっており、

資金の滞留状況が改善されているとは認められない県が 6県見受けられた。

表 4 県別の自主納付の実施状況及び繰越率（平成 19年度末）

繰 越 率

10％
未満

10％
以上
20％
未満

20％
以上
30％
未満

30％
以上
40％
未満

40％
以上
50％
未満

50％
以上
60％
未満

60％
以上
70％
未満

70％
以上
80％
未満

80％
以上
90％
未満

90％
以上
100％ 合計

県 数 1 0 1 2 1 1 2 6 2 1
17

小 計 5 12

うち自主納付実施 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1
7

小 計 1 6

うち自主納付未実施 1 0 1 1 1 0 2 4 0 0 10

＜事例＞

A県では、平成 13年度に国庫補助金相当額 4000万円の自主納付を実施して、19年

度末で総額 6億 7032万余円（国庫補助金 4億 3461万余円）の資金規模となっているが、

15年度から 19年度までの各年度の貸付実績がそれぞれ 1件 68万円、 7件 3582万円、

4件 3375万円、 6件 3755万円及び 2件 800万円と低調であったため、その繰越額はそ

れぞれ 4億 5156万余円（繰越率 67.6％）、 4億 8535万余円（同 72.6％）、 5億 1056万余

円（同 76.4％）、 5億 1392万余円（同 76.9％）及び 5億 4798万余円（同 81.7％）と年々増加

していた。

これは、木材市況の低迷を背景として、毎年度の貸付実績が資金規模に比べて著しく

低い水準にとどまっていて、13年度の自主納付実施後も資金の滞留状況が改善されて

いないにもかかわらず、貸付実績に基づいた貸付需要の予測により、適切な資金規模を

把握した上で、これにより自主納付の検討を行っていなかったことなどによると認めら

れる。

エ 自主納付の検討及び自主納付額の算定について

都道府県は、毎年度、貸付計画の承認申請に先立ち、将来の資金収支状況を予測するた

め、中期的な貸付年次計画（以下「中期計画」という。）を作成して貴庁に提出している。中

期計画においては、前年度繰越額、償還額等を財源とした貸付原資を収入として、貸付額

及び自主納付額を支出としてその収支差額を繰越額として中期的な見込みを立てている。

そして、多くの都道府県で自主納付の要否及び自主納付額を決定する場合には、資金が回

転することを前提として中期的な資金の滞留額を予測した上で、貸付原資の不足を来さな

いよう検討を行っている。

そこで、今回検査した 17県が作成した 20年度から 25年度までの 6年間の中期計画を

用いて、15年度から 19年度までの過去 5年間における最大の貸付実績額を毎年度の貸付

見込額として自主納付の検討対象とすべき額を試算してみると、表 5のとおり、14県
（注 2）

で

計 9億 6528万余円（国庫補助金相当額）の資金が自主納付の検討対象になると見込まれ

た。
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表 5 自主納付の検討対象とすべき額 （単位：千円）

貸付原資

�

貸付額

�

繰越額

�＝（�－�）

自主納付の検討

対象額

�＝�／2

左のうち国庫補

助金相当額

�×2/3

3,826,621 930,768 2,895,853 1,447,926 965,284

（注）「貸付原資」、「貸付額」及び「繰越額」は中期計画を用いて算出した平成 20年度を
始期とする 5年先（24年度末）の見込額である。

なお、上記自主納付の検討を随時繰り返し行うことにより、最新の貸付見込額に基づい

て算出される将来の繰越額のうち余剰分とみなされる資金が着実に解消される効果が見込

まれる。

（改善を必要とする事態）

上記のように、貴庁は自主納付制度を整備したものの、多くの県において資金が依然とし

て貸付需要に対応した適切な資金規模となっておらず、多額の繰越金を発生させている事態

は適切でなく、改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 都道府県において、適切な貸付需要予測に基づいた貸付計画を作成して、これを基に貸

付需要に対応した適切な資金規模を把握することにより自主納付の要否についての検討が

なされていなかったこと、また、自主納付をする場合に貸付需要に対応した適切な資金規

模に基づいた納付額の算定がなされていなかったこと

イ 貴庁において、都道府県に対して、貸付需要に対応した適切な資金規模による資金の運

営についての把握及び指導が十分ではなかったこと、また、自主納付の検討対象とすべき

額の算定方法等について、自主納付制度の活用に資する指針を示していなかったこと

3 本院が表示する意見

本件貸付事業は、昭和 51年に発足して以来、無利子資金の貸付けを通じて林業経営及び

木材産業経営の健全な発展等に貢献してきたところである。しかし、近年は少しずつ貸付額

が増加する傾向が見受けられるとはいえ、木材市況の低迷等により貸付需要が落ち込み、い

まだ多額の資金が活用されないまま滞留する状況となっている。

貴庁では、前記の事態に係る本院の指摘を受けて、平成 20年 9月 12日付けで都道府県に

対して通知を発して、今後更に貸付需要の拡大への取組を積極的に行うよう要請するととも

に、自主納付の検討対象とすべき額の算定方法等について、自主納付制度の活用に資する指

針を示すなどしている。

ついては、今後、都道府県が、貸付需要に対応した適切な資金規模で資金を有効に運営す

るために、上記の指針に基づいて自主納付制度を活用することが重要であることにかんが

み、貴庁において、都道府県に対して、自主納付の検討に関する指針の周知徹底を図るとと

もに、資金の運営状況についてより一層把握に努め、その状況に応じた的確な指導を行うよ

う意見を表示する。

（注 1） 17県 青森、岩手、宮城、秋田、福島、埼玉、愛知、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥

取、広島、山口、高知、福岡、熊本各県

（注 2） 14県 青森、宮城、秋田、福島、埼玉、愛知、滋賀、奈良、鳥取、広島、山口、高

知、福岡、熊本各県
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（ 2） 新農業水利システム保全対策事業において、農業水利システムの再構築に資するため

に策定される農業水利システム保全計画が、農業水利施設の機能診断等の結果を反映

した適切なものとなるよう改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農業生産基盤整備事業費

（項）北海道農業生産基盤整備事業費

部 局 等 農林水産本省、 7農政局

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 19道府県（うち事業主体 府 1、県 1、計 2府県）

間接補助事業者
（事 業 主 体）

市 8、町 5、土地改良区 76、計 89事業主体

補 助 事 業 新農業水利システム保全対策

補助事業の概要 農地の利用集積等への制約要因を除去して、担い手育成に資する合理

的な水利用と管理の省力化等を実現するために、農業水利施設の機能

診断等の実施により、制約要因及び除去手段を明確にした保全計画を

策定するなどのもの

保全計画が適切
に策定されてい
ない地区

138地区

上記に係る事業
費

8億 4778万余円（平成 16年度～19年度）

上記に対する国
庫補助金交付額

8億 3526万円

【改善の処置を要求したものの全文】

新農業水利システム保全対策事業における農業水利システム保全計画の策定について

（平成 20年 10月 31日付け 農林水産大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 補助事業の概要

� 新農業水利システム保全対策事業

貴省は、農業水利施設とそれらの施設を管理する組織の総体である農業水利システム

が、我が国における食料の安定供給確保のための重要な基盤として、社会の安定及び国民

の安心と健康の維持を図る上で、その役割を永続的に発揮することが不可欠であるとして

いる。また、貴省は、農業水利システムの役割を発揮させるためには、これを新たな農業

構造に対応した担い手中心の省力的システムに再構築することが必要であるとしている。

このため、貴省は、米政策改革基本要綱（平成 15年農林水産省決定）に基づき策定された

地域水田農業ビジョンの実現に向けて、新農業水利システム保全対策事業実施要綱（平成

16年 15農振第 2543号農林水産事務次官依命通知）等に基づき、平成 16年度以降、新農業水利

システム保全対策事業（以下「保全対策事業」という。）を国庫補助事業として実施してい

る。
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そして、この保全対策事業は、都道府県、土地改良区等が事業主体となって、農業水利

システム保全計画（以下「保全計画」という。）の策定等を行う農業水利システム保全計画策

定事業（以下「計画策定事業」という。）と、計画策定事業と併せて省力化のための農業水利

施設の整備等を行う管理省力化施設整備事業により構成されている。

� 計画策定事業

計画策定事業を実施する事業主体は、あらかじめ関係農家及び関係地域住民と十分調整

の上で、水利地域水田農業ビジョン（以下「水利地域ビジョン」という。）及び当該計画策定

事業に係る事業計画を策定することとなっている。水利地域ビジョンにおいては、農地の

利用集積等への制約要因とその除去のための手段等を記載することとなっており、事業主

体は、この水利地域ビジョンと整合しつつ、農業水利施設の機能診断、水利用と管理の在

り方の技術的検討等を行い、農地の利用集積等への制約要因を除去して合理的な水利用、

管理の省力化等を実現するための保全計画を策定することとなっている。

そして、計画策定事業の実施に当たり、事業主体は、都道府県知事に事業実施の申請を

行い、都道府県知事は、事業採択申請書に水利地域ビジョン及び事業計画書等を添えて地

方農政局長等に提出して、地方農政局長等は、これらの事業採択申請書等を審査の上、事

業の採択を決定することなどとされている。また、毎年度、事業主体は都道府県知事に、

都道府県知事は地方農政局長等に、事業の実施結果等を報告することとされており、事業

実施 3年目の報告にあっては、水利地域ビジョンの進ちょく状況を確認して、保全計画等

を添えて提出することとされている。計画策定事業の採択期間は 16年度から 21年度ま

で、実施期間は 16年度から 25年度までの中で 5年間とされている。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

我が国の農業水利施設は、昭和 30年代から 40年代にかけて整備されたものが多く、近年

はその老朽化が一段と進んでおり、また、農業者の減少、高齢化等に伴い、農業水利施設の

十分な管理が困難となってきている。そして、このような現状を背景として、農業水利シス

テムを新たな農業構造に対応した担い手中心の省力的システムに再構築していくことの重要

性は、一段と高まっている状況になっている。

そこで、有効性等の観点から、計画策定事業において策定された保全計画は、農地の利用

集積等への制約要因を除去して、合理的な水利用と管理の省力化等の実現に資するものと

なっているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、貴省、19道府県
（注）

、13市町及び 86土地改良区において会計実地検査を行った。そ

して、府県、土地改良区等の 101事業主体において、平成 16年度から 19年度までの間に計

画策定事業を実施して、かつ、19年度までに保全計画が策定されている 163地区（事業費 10

億 3100万余円、国庫補助金 10億 1648万余円）を対象として、保全計画、実績報告書等の書

類及び現地の状況を検査するとともに、事業主体である土地改良区等に対して計画策定事業

の実施内容等についての報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査し

た。
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（検査の結果）

検査したところ、計画策定事業において適切とは認められない事態が次のとおり見受けら

れた。

� 農業水利施設の機能診断等の結果の保全計画への反映

前記のとおり、保全計画は、水利地域ビジョンと整合したものであるとされており、農

業水利施設の機能診断等の結果を反映することなどにより、水利地域ビジョンをより具体

化したものとなる。

そして、前記 163地区の水利地域ビジョンにおける農地の利用集積等への制約要因につ

いてみると、水門操作が手動式で操作に手間がかかるなどの農業水利施設に起因するもの

や、農業従事者の高齢化等により用水路周辺の草刈りが困難であるなどの農業水利施設の

維持管理に起因するものが見受けられた。

そこで、農業水利施設の機能診断、担い手へのアンケート調査の結果等に基づき策定さ

れた保全計画において、農地の利用集積等への制約要因及びその除去のための手段が、ど

のように具体化されているか調査したところ、次のとおりとなっていた。

ア 農業水利施設に起因する農地の利用集積等への制約要因等

前記 163地区のすべての地区において、農業水利施設の機能診断の結果、農業水利施

設に起因する農地の利用集積等への制約要因があり、どの農業水利施設が制約要因と

なっているかが保全計画に明らかにされていた。そして、その制約要因を除去する手段

についてみると、163地区のうち、83地区については、制約要因を除去するために整備

が必要と診断されたすべての農業水利施設について、水門操作の電動化等の具体的な整

備方針及び整備時期が保全計画に記載されていた。

しかし、残りの 80地区については、整備が必要と診断された農業水利施設の一部に

ついて、その整備方針等が保全計画に具体的に記載されていないため、これらの農業水

利施設について、制約要因の除去がどのように図られることとなるのかが明らかにされ

ておらず、保全計画の記載内容が十分なものとなっていなかった。

イ 農業水利施設の維持管理に起因する農地の利用集積等への制約要因等

前記 163地区のうち、担い手等へのアンケート調査等の結果、65地区において、農

業水利施設の維持管理に起因する農地の利用集積等への制約要因があるとされていた。

そして、このうち、34地区については、維持管理活動に係る労力の確保が困難である

などとして改善の要望がある制約要因と、その除去のための手段として、点在する農業

水利施設を一体的に管理できるよう管理組織を再編することなどの具体的な解決策が保

全計画に記載されていた。

しかし、残りの 31地区については、アンケート調査等の結果で明らかとなった農地

の利用集積等への制約要因及びその解決策が保全計画に記載されていないため、制約要

因の除去がどのように図られることとなるのかなどについて、保全計画の記載内容が十

分なものとなっていなかった。

� 保全計画における農業水利施設の管理体制

前記のとおり、貴省は、農業水利システムの役割を発揮させるためには、これを新たな

農業構造に対応した担い手中心の省力的システムに再構築することが必要であるとしてい
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る。そこで、前記 163地区の保全計画において、計画策定事業の実施により農業水利施設

の管理体制が従来に比べてどのように変わるのかという点について、保全計画の記載状況

を調査したところ、次のとおりとなっていた。

すなわち、38地区の保全計画については、農業水利施設の管理体制を再整備する必要

があるとして、施設管理、配水管理等ごとに今後の管理体制が具体的に記載されていた

り、新たな管理マニュアルが策定されていたりなどしていた。

しかし、残りの 125地区の保全計画については、今後の農業水利施設の管理体制につい

て全く記載されていなかったり、具体的な内容が記載されていなかったりしていて、保全

計画の記載内容が十分なものとなっておらず、農業水利システムの再構築に対する事業主

体の認識が十分ではない状況になっていた。

そして、�及び�の状況を整理すると次表のとおりとなり、163地区のうち 25地区（ 4道

府県の 10事業主体）については、保全計画に農地の利用集積等への制約要因の除去のための

手段等がすべて明確に記載されていたが、残りの 138地区（19道府県の 91事業主体、事業

費 8億 4778万余円、国庫補助金 8億 3526万円）については、農業水利施設、農業水利施設

の維持管理のそれぞれに起因する農地の利用集積等への制約要因及びその除去のための手段

並びに今後の農業水利施設の管理体制の一部又は全部が保全計画に明確に記載されておら

ず、保全計画の記載内容が十分なものとなっていないと認められた。

表 農業水利施設に起因する農地の利用集積等への制約要因等の保全計画への記載状況

農地の利用集積等への制約要因等 記 載 状 況 地 区 数

� 農業水利施設に起因する農地の利用
集積等への制約要因及びその除去の
ための手段

� 農業水利施設の維持管理に起因する
農地の利用集積等への制約要因及び
その除去のための手段

� 今後の農業水利施設の管理体制

左記�、�及び�のすべてについて明確
に記載されている地区 25

左記�、�及び�の一部が明確に記載さ
れていない地区 72

138
左記�、�及び�のすべてについて明確
に記載されていない地区 66

計 163

＜事例＞

A県 B郡 C町に所在する D地区（水利区域面積 543ha）においては、土地改良区が事業

主体となって、平成 17年度から 21年度までの 5年間を事業実施期間として計画策定事業

を実施しており、19年度までの間の事業費は計 900万円（国庫補助金同額）となってい

る。
ひ

そして、18年度に、同地区内の用水路、樋門等 111か所の機能診断及び水利区域内の

農家に対するアンケート調査を実施していた。

しかし、19年度に策定された保全計画については、農業水利施設の機能診断により
いつ

溢

水等が認められた 22か所の用水路等について、その補修内容及び補修時期が具体的に記

載されていたが、他の 89か所の中にも、溢水等が多数見受けられたのに、これらの補修

内容等が明確にされていなかった。また、農業水利施設の維持管理についても、アンケー

ト調査により明らかとなった問題点、解決策及びそれらを反映した今後の管理体制が保全

計画に記載されておらず、農業水利施設の機能診断及びアンケート調査の結果が、保全計

画に十分反映されていなかった。
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（改善を必要とする事態）

上記のように、保全計画が農業水利施設の機能診断等により判明した具体的な農地の利用

集積等への制約要因及びその除去のための手段を十分に反映したものとなっていないなどの

事態は、制約要因を除去することにより担い手育成に資する合理的な水利用と管理の省力化

等を実現するための指針として今後とも保全計画の有効活用を図る上で適切ではなく、改善

を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 事業主体において、計画策定事業の趣旨に対する理解が十分でなく、保全計画に農業水

利施設の機能診断等の結果を十分に反映させることなどに対する認識が十分でないこと

イ 貴省において、道府県及び事業主体に対する計画策定事業の趣旨の周知徹底及び指導が

十分でないこと

ウ 貴省及び道府県において、保全計画に対する審査が行われていないこと及び保全計画の

記載内容に対する指導が十分に行われていないこと

3 本院が要求する改善の処置

貴省は、前記のとおり、計画策定事業を 25年度まで実施することとしていることから、

計画策定事業の実施において問題が見受けられるものについて、その原因分析を行い、対応

策を講じて、計画策定事業を適切に実施していくことが、計画策定事業の事業効果の更なる

発現にとって肝要となる。

ついては、貴省において、前記の 138地区に係る保全計画を機能診断等の結果を反映した

適切なものに修正させるなどするとともに、計画策定事業の事業効果が発現するよう、次の

とおり改善の処置を要求する。

ア 事業主体に対して、都道府県を通じて、計画策定事業の趣旨の周知徹底及び指導を行

い、計画策定事業の趣旨に基づく事業の実施を図ること

イ 事業主体が策定した保全計画に対する審査を行い、農業水利施設の機能診断等の結果を

十分反映させていない保全計画については事業主体にこれを修正させるなどして、事業主

体に対して適時適切な指導を行うこと

（注） 19道府県 北海道、大阪府、岩手、山形、福島、茨城、新潟、富山、山梨、長野、静

岡、三重、鳥取、広島、山口、愛媛、佐賀、大分、鹿児島各県

（ 3） 農業集落排水事業の計画及び実施に当たり、事業計画策定の際に行う他省所管の汚水

処理施設整備事業との経済比較に用いる施設の耐用年数等をより実態を反映したもの

とすることにより、経済的な事業の実施を図るよう改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農村整備事業費

（項）沖縄開発事業費

（項）地域再生推進費

（項）離島振興事業費

（項）北海道農村整備事業費
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部 局 等 農林水産本省、 8農政局等

補 助 の 根 拠 地域再生法（平成 17年法律第 24号）、予算補助

補 助 事 業 者 16道府県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

市 40、町 39、村 14、計 93事業主体

補 助 事 業 農業集落排水、農業集落排水緊急整備、農業集落排水資源循環統合補

助、農村振興総合整備統合補助

交 付 金 事 業 汚水処理施設整備交付金、村づくり交付金

補助事業等の概
要

農村生活環境の改善を図るなどのために、農業集落におけるし
�

尿、生

活雑排水等の汚水を処理する施設の整備を行うもの

経済比較が適切
に行われていな
かった地区数

82地区

上記に係る事業
費

383億 0900万余円（平成 14年度～19年度）

上記に対する国
庫補助金等交付
額

194億 2341万円（背景金額）

【改善の処置を要求したものの全文】

農業集落排水事業の計画及び実施について

（平成 20年 10月 31日付け 農林水産大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 農業集落排水事業の概要

� 農業集落排水事業の概要

貴省は、「農業集落排水事業実施要綱」（昭和 58年 58構改 D第 271号農林水産事務次官通

達。以下「実施要綱」という。）等に基づき、農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域

の水質保全に寄与するなどのため、農業集落におけるし
�

尿、生活雑排水等の汚水を処理す

る施設（以下「農業集落排水施設」という。）等を整備する事業（以下「農業集落排水事業」とい

う。）を実施する都道府県、市町村等（以下、これらを合わせて「事業主体」という。）に対し

て、毎年度、多額の国庫補助金及び交付金（以下、これらを合わせて「国庫補助金等」とい

う。）を交付して事業の推進を図っている。

農業集落排水施設は、汚水処理場及び管路、公共汚水ますなどから構成される末端受益

戸数 2戸までの管路施設並びにこれらの付帯施設とされている。

� 農業集落排水事業の計画及び実施の手順

農業集落排水事業は、実施要綱等に基づき、次のような手順に沿って計画され、実施さ

れている。

� 市町村は、都道府県と協議して、整備の基本構想等を定めた農業集落排水整備計画

（以下「整備計画」という。）を作成する。
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� 事業主体は、事業の採択申請に当たり、整備計画に即して、事業計画区域の範囲、事

業を実施するための費用の概算額（以下「概算事業費」という。）等を定めた農業集落排水

事業計画（以下「事業計画」という。）等を経済性、地域特性等を検討して作成する。

� 貴省は、都道府県から提出された事業計画を審査して、事業採択する。

� 都道府県は、市町村及び事業主体に対して、整備計画及び事業計画の作成並びに事業

の実施の適切かつ円滑な推進のための技術的な助言、指導等を行う。

� 類似事業との調整

農業集落排水事業と同様に、農業集落において汚水処理施設を整備する事業として、し

尿と生活雑排水とを併せて処理する浄化槽（以下「合併処理浄化槽」という。）の計画的な整

備を実施する市町村に対して助成を行う環境省所管（平成 13年 1月 5日以前は厚生省所

管）の整備事業がある。

この合併処理浄化槽による汚水処理方式は、受益者の庭先等に埋設された合併処理浄化

槽によりし
�

尿等を個別に処理して、近傍の排水路に処理水を排出するものであり、受益者

の住居が散在している場合に経済的な処理方式となる。これに対して、汚水を汚水処理場

まで集水するための管路施設が必要となる汚水処理方式の農業集落排水施設は人口密集地

域では経済的な処理方式であるが、受益者の住居が散在している場合には、設置する管路

施設の延長が長大なものとなって経済的な処理方式とはならないおそれがある。

そこで、12年 10月に貴省と当時の厚生省及び建設省は、事業主体がこれらの汚水処理

方式の有する特性を踏まえた上で行う事業選定に資するために、「汚水処理施設の効率的

な整備の推進について」（平成 12年衛環第 82号、12― 1、建設省都下企第 43号、建設省都下公第

28号関係課長連名通知。以下「三省通知」という。）を都道府県に発出して、汚水処理施設の

統一的な経済比較の考え方を示した。その後、貴省は、13年 3月に農業集落排水施設と

合併処理浄化槽の経済比較（以下「経済比較」という。）に係る事務連絡を発出するととも

に、同年 5月に農業集落排水整備計画策定マニュアルを改定して、三省通知に基づく経済

比較を行う際の具体的な手順及び計算事例を示して、整備計画及び事業計画の作成並びに

見直しの際に行う経済比較の参考となるよう、都道府県及び事業主体に周知を図った。

これら三省通知等によると、経済比較に当たっては、次の�又は�の算定式により、農

業集落排水施設又は合併処理浄化槽の建設費（以下、それぞれ「施設建設費」、「浄化槽建設

費」という。）や耐用年数等に基づいてそれぞれ 1年間の所要経費（以下「年経費」という。）を

算出して、両者の年経費を比較して、年経費の低い方が経済的であるとしている。

�
農業集落
排水施設
の年経費

＝ 施設建設
費 ÷ 耐用

年数 ＋
1年当た
りの維持
管理費

＋
その他必要
に応じて計
上する費用

�
合併処理
浄化槽の
年経費

＝

�
���
�
	

1基当た
りの浄化
槽建設費

÷ 耐用
年数 ＋

1年当た
りの維持
管理費

＋
その他必要
に応じて計
上する費用



���
�
�

× 設置
基数

上記算定式の耐用年数については、事業主体が地域の実情等を勘案して、次表を参考に

して法令等に基づく年数又は使用実績による年数のいずれかを選択することとなってい

る。
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表 経済比較の際に用いる耐用年数

項 目 農業集落排水施設 合併処理浄化槽

法令等に基づく

年数

汚水処理場 23年

管路施設 50年

7年

使用実績による

年数

処理場土木建築物 50～70年
処理場機械電気設備 15～35年
管路施設 50～120年

（事務連絡の参考計算例）

処理場土木建築物と機械

電気設備の総合耐用年数 35年
管路施設 85年

く

躯体 30年～
機器設備類 7～15年程度

（事務連絡の参考計算例）

躯体と機器の総合耐用年数 26年

上記表の法令等に基づく年数のうち農業集落排水施設の 23年及び 50年は、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める減価償却資産の耐用年数

から算出するなどした年数であり、合併処理浄化槽の 7年は、合併処理浄化槽設置整備事

業実施要綱（昭和 62年衛浄 4号厚生省生活衛生局水道環境部長通知。以下「浄化槽実施要綱」と

いう。）等に示された年数である。また、使用実績による年数は、農業集落排水施設につい

ては、過去に設置された下水道施設に関する当時の建設省の実態調査の結果に準拠した年

数で、合併処理浄化槽については、過去に設置されたものに関する当時の厚生省の実態調

査の結果に基づいた年数である。

そして、施設建設費は費用関数
（注 1）

を用いて算出して、浄化槽建設費は浄化槽 1基当たりの

設置費用を用いることとされている。また、維持管理費は、地域の実情等を勘案して、別

途の費用関数等を用いて算出することとされている。

（注 1） 費用関数 農業集落排水施設の処理対象人口など代表的な計画数値を変数として、施

設建設費や維持管理費を算出するためのもの

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

農業集落排水事業は、活力ある農村社会の形成等に資することを目的として、長年にわた

り多額の国庫補助金等を投下して実施されている事業であり、今後とも実施することが見込

まれている。

しかし、近年、我が国においては、地方の過疎化、人口の高齢化等が進み、今後とも農業

集落排水事業を実施することが見込まれる中山間地域等の農業集落において、これらの傾向

が特に顕著になっている。そして、既に同事業を完了した農業集落において、整備した管路

施設が有効利用されていない状況が一部見受けられていることなどから、今後の同事業の実

施に際しては、それぞれの汚水処理方式の有する特性を踏まえて、当該地域に最も適した整

備手法を選定するなど、より適切に汚水処理施設の整備を行うことが必要である。

そこで、経済性等の観点から、経済比較は適切に行われているかなどの点に着眼して検査

した。

（検査の対象及び方法）

本院は、貴省、23道府県
（注 2）

において、14年度から 19年度までの間に事業が採択された 132

事業主体に係る 199地区（事業費計 1473億 0959万余円、国庫補助金等 755億 6628万余円）
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を対象として、事業計画等の書類及び現地の状況を調査するなどして会計実地検査を行っ

た。

（注 2） 23道府県 北海道、京都府、岩手、山形、福島、茨城、新潟、富山、山梨、長野、静

岡、三重、奈良、鳥取、島根、広島、山口、愛媛、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、沖

縄各県

（検査の結果）

検査したところ、経済比較に当たり、次のような事態が見受けられた。

ア 使用実績による耐用年数を用いることなく法令等に基づく耐用年数を用いて年経費を算

出して経済比較を行っているもの

�
�
�
�
�
�
�
�
�

12道府県

81事業主体

86地区

事業費計 561億 8957万余円

国庫補助金等計 297億 7387万余円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

年経費の算出に用いる耐用年数については、15道府県の 122事業主体が事業を実施し

た 113地区において、使用実績による年数を用いていた。

一方、12道府県の 81事業主体が事業を実施した 86地区においては、法令等に基づく

年数を用いていた。しかし、法令等に基づく年数として示された合併処理浄化槽の 7年

は、浄化槽実施要綱等により、合併処理浄化槽設置整備事業の対象となる地域が下水道の

整備が今後 7年間は見込まれない下水道事業計画区域内の地域とされていることから、下

水道事業と合併処理浄化槽設置整備事業の間における国の二重投資を避ける年限として定

められたものであり、必ずしも使用実態を反映したものではない。また、農業集落排水施

設の 23年及び 50年は、税制上の減価償却資産の耐用年数から算出するなどした年数であ

る。これに対して、使用実績による年数は、過去に設置された合併処理浄化槽等の実態調

査の結果に基づくものであり、使用実態を反映したものとなっている。ちなみに、「生活

排水処理施設整備計画策定マニュアル」（平成 14年 3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部廃棄物対策課浄化槽推進室制定）では、経済比較に用いる浄化槽本体の耐用年数を使用実

績による年数としている。

以上のように、法令等に基づく年数は、設置された施設が実際に使用される期間とは別

の観点から定められた年数となっている。そして、経済比較は、設置された施設が実際に

使用される期間においてどの程度の年経費を要するかについて比較を行うものであること

から、法令等に基づく年数又は使用実績による年数のいずれかを選択することとなってい

る場合、地域の実情等特段の事情がない限り、使用実態を反映した使用実績による年数を

用いることが適切であると認められる。

前記の使用実績による年数を用いていた 113地区においては、農業集落排水施設の汚水

処理場の年数を 35年、合併処理浄化槽の年数を 26年とするなどしており、汚水処理場が

合併処理浄化槽より 1.3倍長い耐用年数を有することとなっている。一方、法令等に基づ

く年数を用いていた 86地区においては、農業集落排水施設の汚水処理場の年数を 23年、

合併処理浄化槽の年数を 7年としており、汚水処理場が合併処理浄化槽より 3.2倍長い耐
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用年数を有することなどとなっている。このため、法令等に基づく年数を用いて経済比較

を行う場合には、使用実績による年数を用いる場合と比較して、合併処理浄化槽の経済性

が農業集落排水施設よりも低く評価されることとなる。

そして、法令等に基づく年数を用いて経済比較を行っていた 86地区において、法令等

に基づく年数を用いなければならないような地域の実情等特段の事情があるか調査したと

ころ、そのような特段の事情は特に見受けられなかった。

イ 概算事業費を用いることなく費用関数により施設建設費を算出して経済比較を行ってい

るもの

�
�
�
�
�
�
�
�
�

17道府県

124事業主体

119地区

事業費計 828億 9098万余円

国庫補助金等計 433億 1874万余円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

施設建設費については、11府県の 89事業主体が事業を実施した 80地区において、事

業の採択申請に当たり作成する事業計画に定められた概算事業費を用いていた。この概算

事業費は、実際に工事を行う場合に必要となる費用をすべて見込んだものとなっている。

一方、17道府県の 124事業主体が事業を実施した 119地区においては、施設建設費を

費用関数により算出していた。しかし、この費用関数は、整備計画の策定時における経済

比較に用いる施設建設費を算出するなどのために用いられるものである。そして、この費

用関数により算出される建設費には、概算事業費の約 2割を占める測量試験費等の費用が

含まれていないのに、この 119地区においては、測量試験費等を施設建設費に加算するな

ど、費用関数により算出した施設建設費を実態に近いものに補正する措置が執られていな

かった。

したがって、経済比較に用いる施設建設費については、整備計画の策定時に用いられる

費用関数により算出するのではなく、概算事業費を用いることにより、より実態に近い施

設建設費に基づく経済比較を行うことが適切であると認められる。

仮に、前記のア又はイに該当する 140地区について、耐用年数を法令等に基づく年数では

なく使用実績による年数を用いて、また、施設建設費を費用関数により算出するのではなく

概算事業費を用いて年経費を算出するなどして改めて経済比較を行うと、16道府県の 93事

業主体に係る 82地区（事業費計 383億 0900万余円、国庫補助金等計 194億 2341万余円）に

ついては、農業集落排水施設より合併処理浄化槽の方が経済的となる。そして、このような

場合には、農業集落排水施設の事業規模を縮小した場合の経済比較を再度行うなどして同施

設が経済的となる事業規模を特定して、この事業規模から除外された周辺地域については合

併処理浄化槽の整備を行うことが、地区全体として経済的な汚水処理施設の整備となる。

＜事例＞

A県 B市では、C地区において農業集落排水事業を実施するため、平成 14年度に事業

計画作成の一環として経済比較を行っている。そして、経済比較に用いる耐用年数とし

て、法令等に基づく年数を用いて、また、施設建設費を費用関数により算出するなどして

年経費を算出した結果、農業集落排水施設は 1161万円、合併処理浄化槽は 1479万円とな

第
3
章

第
1
節

第
10

農
林
水
産
省

― 459 ―



り、農業集落排水施設の方が経済的であるなどとして、農業集落排水事業の事業申請を

行っていた。

しかし、地域の実情等特段の事情がないのであるから耐用年数として法令等に基づく年

数ではなく使用実績による年数を用いて、また、施設建設費を費用関数により算出するの

ではなく概算事業費を用いるなどして改めて年経費を算出したところ、農業集落排水施設

は 1225万円、合併処理浄化槽は 783万円となり、合併処理浄化槽の方が経済的となる。

（改善を必要とする事態）

上記のように、経済比較における年経費の算出に当たり、年経費の算出に用いる耐用年数

として、地域の実情等特段の事情がないにもかかわらずより実態に近い使用実績による年数

を用いることなく法令等に基づく年数を用いていたり、施設建設費をより実態に近い概算事

業費を用いることなく費用関数により算出していたりする事態は、農業集落排水施設に比べ

て合併処理浄化槽の経済性がその使用実態にかかわらず低く評価されるものとなっており適

切ではなく改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 事業主体において、三省通知等の趣旨、内容に対する理解が十分でないことなどから、

より実態に近い使用実績による耐用年数や概算事業費を用いて経済比較を行うことについ

て認識が十分でなかったこと

イ 道府県において、事業主体に対する三省通知等の趣旨、内容の周知徹底、経済比較の実

施に係る指導が十分でなかったこと

ウ 貴省において、事業主体が行っている経済比較の実態を十分に把握しておらず、事業採

択時における審査が十分なものとなっていなかったこと

3 本院が要求する改善の処置

貴省では、今後とも地方公共団体等が事業主体となって実施する農業集落排水事業に対し

て、引き続き国庫補助金等を交付していくこととしている。また、農業集落排水事業の対象

となる中山間地域等の農業集落においては、人口の減少、高齢化世帯の増加等が顕著になっ

ており、このような地域においては、それぞれの汚水処理方式の有する特性を踏まえて、当

該地域に最も適した整備手法を選定するなど、より適切な汚水処理施設の整備を行うことが

より一層強く求められている。

ついては、貴省において、より一層の経済的な事業の実施に資するよう、次のとおり改善

の処置を要求する。

ア 都道府県に対して、事業計画策定時における経済比較に当たり、次のことを十分に認識

した上で年経費の算出を行うことについて、事業主体にその周知徹底を図るとともに、そ

の実施に当たり指導等を十分に行うよう助言すること

� 年経費の算出に用いる耐用年数については、法令等に基づく年数とする地域の実情等

特段の事情がない限り、使用実績による年数とすること

� 施設建設費については、原則として概算事業費を用いること

イ 事業採択時において、事業主体が行っている経済比較の実態を十分に把握し、経済比較

が適切に行われているかなどの点について十分に審査を行うこと
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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1） 地域バイオマス利活用交付金に係る施設整備事業等において、事業実施の確実性に係

る審査等の充実を図るよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農村振興費

部 局 等 農林水産本省、 3農政局

補助等の根拠 予算補助

補助事業者等 県 6、町 1

間接補助事業者
等

市 3

間接補助事業者
等（事 業 主 体）

市 3、組合 2、会社 3、計 8事業主体

補 助 事 業 等 バイオマス利活用フロンティア整備、バイオマスの環づくり交付金、

地域バイオマス利活用交付金

補助事業等の概
要

地域における効果的なバイオマスの利活用を図るために必要なバイオ

マス変換施設等の一体的な整備等

意向調査等が十
分でないため、
バイオマス資源
の受入量が確保
できず、運営初
年度の利用率が
低調となってい
た施設

8施設（平成 15年度～18年度）

上記の施設に係
る事業費

33億 7306万余円

上記に対する国
庫補助金等交付
額

15億 1719万円

1 事業の概要

農林水産省は、平成 14年 12月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定されたこと

を踏まえて、環境と調和のとれた循環型社会の構築を図るために、15、16両年度に、バイ

オマス利活用フロンティア整備事業実施要綱（平成 15年 14農振第 2414号農林水産事務次官依命

通知）等に基づきバイオマス利活用フロンティア整備事業を、また、17、18両年度に、バイ

オマスの環づくり交付金実施要綱（平成 17年 16環第 299号農林水産事務次官依命通知）等に基づ

きバイオマスの環づくり交付金に係る施設整備事業を実施している。そして、18年 3月に

新たな「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定されたことを踏まえて、19年度から、

地域バイオマス利活用交付金実施要綱（平成 19年 18環第 275号農林水産事務次官依命通知）等に

基づき地域バイオマス利活用交付金に係る施設整備事業を実施している（以下、バイオマス

利活用フロンティア整備事業、バイオマスの環づくり交付金に係る施設整備事業及び地域バ

イオマス利活用交付金に係る施設整備事業を総称して「バイオマス施設整備事業」という。）。

バイオマス施設整備事業は、地域における効果的なバイオマス
（注 1）

の利活用を図るために必要

なバイオマス変換施設、バイオマス発生施設・利用施設等の一体的な整備、新技術等を活用
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したバイオマス変換施設のモデル的な整備等を行う事業である。そして、都道府県、市町

村、農林漁業者の組織する団体、民間事業者等が事業実施主体となって事業を行うこととさ

れている。また、都道府県又は市町村は計画主体として、事業実施主体に対して事業実施計

画の作成の指導及び審査、事業実施のために必要な指導、調整等を行うこととされている。

事業実施に当たり、都道府県及び市町村を除く事業実施主体は、事業実施計画を作成し

て、計画主体となる市町村の長に提出するなどとされている。そして、市町村長は、事業実

施主体から提出された事業実施計画について、前記のバイオマス施設整備事業に係る実施要

綱等（以下「事業実施要綱等」という。）に基づき、採択要件を満たしているかなどの点につい

て審査を行った上で、指導及び調整を行い、これを都道府県知事に提出することなどとされ

ている。また、都道府県知事は、市町村長から提出された事業実施計画について、市町村長

と同様の審査を行った上で、指導及び調整を行い、これを地方農政局長等に提出して、協議

することなどとされている。

そして、地方農政局長等は、都道府県知事から提出されて協議を受けた事業実施計画につ

いて、事業実施要綱等に基づき、バイオマスの利活用を図るための具体的な目標は妥当なも

のとなっているか、その達成の可能性が十分なものとなっているかなどの点について審査を

行い、指導及び調整を行うことなどとされている。

（注 1） バイオマス 再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものであり、その

種類により廃棄物系バイオマス、未利用バイオマス、資源作物に区分されている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、有効性等の観点から、バイオマス施設整備事業により整備された施設は計画どお

り順調に運営されているかなどに着眼して、農林水産本省、 6農政局
（注 2）

及び 20道県
（注 3）

において

会計実地検査を行った。そして、15年度から 19年度までの間に 61事業実施主体が施設整

備を実施した 60事業（事業費計 318億 5417万余円、国庫補助金等交付額計 150億 8356万余

円）を対象として、事業実施計画等の書類及び現地の状況を検査するとともに、事業実施主

体等に対して施設の運営状況等についての報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方

法により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、整備された施設の運営状況について次のような事態が見受けられた。

すなわち、バイオマス施設整備事業により整備された施設の運営状況については、施設の

運営を開始した翌年度に事業実施主体が地方農政局長等に報告することとされている。そし

て、前記の 60事業を検査したところ、15年度から 19年度までに運営を開始していたのは

31施設であり、これらの施設の運営開始年度は、17年度が 5施設、18年度が 8施設、19年

度が 18施設となっていて、31施設の過半数が 19年度に運営を開始したものであった。

そこで、31施設について、運営初年度におけるバイオマス資源の計画受入量に対する実

績受入量の割合（以下「利用率」という。）をみたところ、次表のとおり、利用率が 50％を下

回っているものが 11施設見受けられた。
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表 運営初年度の利用率の状況

利用率 10％
未満

10％
以上
20％
未満

20％
以上
30％
未満

30％
以上
40％
未満

40％
以上
50％
未満

50％
以上
60％
未満

60％
以上
70％
未満

70％
以上
80％
未満

80％
以上
90％
未満

90％
以上
100％
未満

100％
以上 計

施設数
0 3 2 4 2 6 3 2 3 1 5

31
11 20

そして、このうち 8事業実施主体が整備した 8施設（事業費計 33億 7306万余円、国庫補

助金等交付額計 15億 1719万余円）については、事業実施計画作成時におけるバイオマス資

源の施設への搬入に係る関係者に対する意向の調査及び確認や食品廃棄物の分別等に対する

意識の喚起が十分行われていなかったことなどのために、事業実施計画で予定していたバイ

オマス資源の受入量が十分に確保できていないものとなっていた。

＜事例 1＞

A市は、B地区において、平成 16年度に、せん定枝からた
�

い
�

肥を生産して果樹農家に

無償で提供することを目的として、バイオマス利活用フロンティア整備事業によりた
�

い
�

肥

化施設を事業費 1億 6415万余円（国庫補助金 8189万余円）で整備している。

事業実施計画によれば、果樹農家及び造園業者から発生するせ
�

ん
�

定枝を年間 900 t受け

入れて、たい肥を 450 t製造することとしていた。

しかし、同市は、同地区内の果樹農家及び造園業者から年間 900 tのせ
�

ん
�

定枝が発生し

ていることは調査していたが、同施設へせ
�

ん
�

定枝を搬入する意向があるかどうかの確認等

を個々の果樹農家及び造園業者に対して十分行っていなかった。このため、同施設の運営

初年度である 17年度のせ
�

ん
�

定枝の受入実績は 257 t（利用率 28.6％）と計画を大きく下回っ

ていた。

＜事例 2＞

C組合は、D市において、平成 18年度に、食品廃棄物から家畜用飼料を生産して販売

することを目的として、バイオマスの環づくり交付金に係る施設整備事業により飼料化施

設を事業費 2億 8195万余円（交付金 1億 4097万余円）で整備している。

事業実施計画によれば、同組合は、飼料の品質確保のために地元のスーパーマーケット

等から発生する食品廃棄物を分別した状態で年間 4,140 t受け入れて、養豚用飼料を 828 t

製造することとしていた。

しかし、同組合及び計画主体である同市は、食品廃棄物を分別するようにスーパーマー

ケット等に依頼していたが、その承諾を個別に確認していなかった。このため、同施設の

運営初年度である 19年度の分別された食品廃棄物の受入実績は、年間換算で 667 t（利用

率 16.1％）と計画を大きく下回っていた。そして、スーパーマーケット等は、食品廃棄物

の大半を分別せずに廃棄処分していた。また、受け入れた食品廃棄物の種類に偏りがあり

品質が確保できなかったために、生産した養豚用飼料 97 tは販売されていなかった。

このように、事業実施計画作成時における調査、確認が十分行われていないことなどのた

めに、事業実施計画で予定したバイオマス資源の受入量が確保できずに運営初年度の利用率

が低調となっている事態は、事業実施計画作成時等の早期の段階において今後の問題点への

対応策を検討して、運営初年度における施設の利用率の向上を図ることが、その後の円滑な

施設の運営の点から重要であること、また、バイオマス施設整備事業が「バイオマス・ニッ

ポン総合戦略」に基づき引き続き実施されていくことなどを考慮すると適切ではなく、改善

を図る必要があると認められた。
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（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。

ア 農林水産省において、都道府県等に対して、バイオマス資源の施設への搬入に係る関係

者に対する意向調査の実施状況の確認等、事業実施の確実性に係る審査等の具体的な方法

を示していなかったこと

イ 地方農政局等において、事業実施の確実性に係る審査及び確認が必ずしも十分行われて

いなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、20年 9月に各地方農政局等に対し

て通知を発して、地方農政局等、都道府県及び市町村における関係者に対する意向調査の実

施状況の確認等、事業実施の確実性に係る審査等の充実を図ることなどにより事業実施主体

等において施設の運営初年度からの利用率の向上に努めることについて周知徹底を図るとと

もに、事業実施の確実性に係る審査等の具体的な方法を示したマニュアルを新たに作成し

て、これを地方農政局等を通じて都道府県及び市町村に対して周知するなどの処置を講じ

た。

（注 2） 6農政局 東北、関東、北陸、近畿、中国四国、九州各農政局

（注 3） 20道県 北海道、岩手、宮城、福島、栃木、千葉、神奈川、新潟、富山、長野、静

岡、兵庫、奈良、島根、岡山、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島各県

（ 2） 森林環境保全整備事業等の実施に当たり、森林組合等が事業主体として実施する受託

造林の採択に係る判断基準を定めることなどにより、事業が適切に実施されるよう改

善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）林野庁 （項）森林環境保全整備事業費

（項）森林居住環境整備事業費

部 局 等 林野庁

補 助 の 根 拠 森林法（昭和 26年法律第 249号）

補 助 事 業 者 11県

間接補助事業者
（事 業 主 体）

町 1、森林組合 54、計 55事業主体

補 助 事 業 森林環境保全整備、森林居住環境整備

補助事業の概要 森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために、植栽、下

刈、間伐等の事業を実施するもの

受託造林の趣旨
に沿わないもの
となっていて不
適切な事業実施
件数

8,344件（平成 17、18両年度）

上記に係る事業
費

11億 9358万余円

上記に対する国
庫補助金交付額

3億 5880万円
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1 補助事業の概要

� 制度の概要

林野庁は、森林法（昭和 26年法律第 249号）等に基づき、森林の有する多面的機能の維

持・増進を図り、森林環境の保全に資するなどのために、森林環境保全整備事業等の一環

として、植栽、下刈、間伐等の事業を実施した森林所有者、森林組合等の事業主体に対し

て都道府県が補助する場合等に、その費用の一部として、都道府県に森林環境保全整備事

業費補助金及び森林居住環境整備事業費補助金（以下、これらを合わせて「補助金」とい

う。）を交付している。

そして、林野庁は、本件補助事業の実施に当たり、森林環境保全整備事業実施要領（平

成 14年 13林整整第 885号林野庁長官通知）等を定めており、これによれば、事業主体は、事

業の終了後、都道府県に対して補助金の交付申請を行い、都道府県は、交付申請を受けて

当該事業のし
�

ゅ
�

ん
�

工検査を行い、これに基づいて補助金の査定を行い、補助金の交付決定

及び額の確定を同時に行うこととなっている。

本件補助事業の実施方法としては、�森林所有者が事業主体となり、自ら又は他の林業
者（林業を営む個人又は会社等をいう。以下同じ。）に請け負わせて作業を実施して、補助

金の交付申請及び受領を森林組合等に委任して行う方法（以下「代理申請」という。）、�森
林組合等が森林所有者から事業を受託して事業主体となり、自ら又は他の林業者に請け負

わせて作業を実施して、補助金の交付申請及び受領を自ら行う方法（以下「受託造林」とい

う。）等がある。

� 補助金額の算定等

補助金の額は、植栽、下刈、間伐等の事業区分ごとに定められた標準単価に事業実施面

積を乗ずるなどして算出した補助対象事業費に補助率を乗じて算定することとなってい

る。そして、受託造林の場合には、標準単価にその 10％から 32％までの範囲内の額で、

事業に携わる作業員の社会保険料等の経費相当額である諸掛費を加算することができる

が、代理申請の場合には、諸掛費を加算できないこととなっている。

また、一部の事業では、受託造林の場合は、森林所有者ごとの事業実施面積が 0.5ha未

満であっても当該森林組合による事業実施面積の合計が 4 ha以上であれば補助対象とな

ることとなっているが、代理申請の場合は、当該森林所有者による事業実施面積の合計が

0.5ha以上でないと補助対象とならないこととなっている。

� 受託造林に関する取扱い

林野庁は、本件補助事業の実施に当たり、個々の森林所有者に任せておいては必要な森

林整備が計画的に行われ難いことから、森林組合等が森林所有者から事業を受託して事業

主体となり積極的に事業を集積することによって、労務や資材の調整、専門的技術の活用

を行い、効率的・計画的な事業の実施を図ることとしている。

しかし、森林組合に事業を委託した森林所有者が、森林組合に臨時作業員として雇用さ

れて自ら所有する森林で作業を実施するなど、代理申請と受託造林が明確に区分されずに

運営されている事態が見受けられたことから、林野庁は、受託造林における事業主体の考

え方について、都道府県の担当者を対象とした森林整備事業担当者会議（平成 15年 1月開

催）で参考として配布した資料（以下「会議資料」という。）において、次のように示してい

る。
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それによれば、受託造林は、�森林所有者と森林組合等の間で受託契約が締結され、森
林組合等が作業員の労働者災害補償保険等の保険料等を支払っていること、�当該森林所
有者のみが、本事業において当該所有森林に係る事業すべてを実行するものではないこと

（他の所有森林に係る森林整備も併せて行っている場合を除く。）などとなっている。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

林野庁は、森林の多面的機能の持続的な発揮を図ることなどを目的として実施している森

林環境保全整備事業等を効率的・計画的に推進することとしている。そして、前記のとお

り、代理申請と受託造林について、補助制度上異なった取扱いを設けている。

そこで、有効性等の観点から、受託造林で実施した事業において補助金の交付申請の内容

が実態に即した適切なものとなっているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

17、18両年度に 18県
（注 1）

管内の 174森林組合等が受託造林により実施した本件補助事業

111,082件（事業費計 346億 3433万余円、国庫補助金計 105億 4292万余円）を対象に、補助

金交付申請書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態が

あった場合には、更に県に事態の詳細について調査及び報告を求めて、その報告内容を確認

するなどの方法により検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

11県
（注 2）

管内の 55森林組合等は、森林所有者から事業を受託して、臨時作業員を雇用した

り、林業者に請け負わせたりするなどして作業を実施し、受託造林として 41,731件の補助

金交付申請を県に対して行い、事業費計 143億 1189万余円に対して、国庫補助金計 43億

0245万余円の交付を受けていた。

これらの事業について、前記の会議資料を参考に、事業の実施状況を検査したところ、効

率的・計画的に事業を実施するという受託造林の趣旨に沿わないと認められる事業が 8,344

件（事業費計 11億 9358万余円、国庫補助金計 3億 5880万余円）見受けられた。

これらの事業では、森林所有者と森林組合等との間で受託契約が締結されて、受託代金も

支払われており、労働者災害補償保険にも加入していた。

しかし、作業の実施状況をみると、森林組合等に事業を委託した森林所有者が、森林組合

の臨時作業員となるなどして、所有する森林に係る作業のみを自ら実施しており、他の森林

所有者が所有する森林においては作業を全く実施していなかった。

したがって、これらの 8,344件については、受託造林の体裁をとっているものの、作業の

実態は代理申請で実施する内容と変わらないものとなっており、森林組合等により効率的・

計画的に事業を実施するという受託造林の趣旨に沿わないものとなっていた。

＜事例＞

A森林組合は、平成 17年度に森林所有者 Bから下刈 0.88haに係る事業を受託して、受

託造林として補助金の交付申請を行い、事業費 248,300円に対して、国庫補助金 74,490円

の交付を受けていた。

この事業の実施状況についてみると、同組合は森林所有者 Bを臨時作業員として雇用

していたが、森林所有者 Bは、所有する森林に係る作業のみを自ら実施しており、他の
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森林所有者が所有する森林においては作業を全く実施しておらず、作業の実態は代理申請

で実施する内容と変わらないものとなっていた。

上記のように、受託造林の体裁をとりながら森林所有者が所有する森林に係る作業のみを

自ら実施しているのは、森林組合等に事業を集積して労務や資材の調整等を行い、効率的・

計画的に事業を実施するという受託造林の趣旨に沿わない事態であり適切とは認められず、

改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。

ア 林野庁において

� 受託造林の採択に係る判断基準を明確に定めていなかったこと

� 県に対して、受託造林による補助金交付申請に係るし
�

ゅ
�

ん
�

工検査に当たり、森林所有

者の所有する森林に係る作業の実施状況について審査するよう指導していなかったこと

イ 県、森林組合等において、受託造林による事業の趣旨についての理解が十分でなかった

こと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、林野庁は、効率的・計画的に事業が実施されるよう

20年 6月に都道府県に対して発した通知において、受託造林の採択に係る判断基準を定め

た。そして、この基準において、原則として森林所有者が所有する森林に係る作業を自ら実

施している場合には採択しない旨を明確にするとともに、都道府県が行う補助金交付申請に

係るし
�

ゅ
�

ん
�

工検査に当たり、森林所有者の所有する森林に係る作業の実施状況について審査

するよう指導する処置を講じた。

（注 1） 18県 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、埼玉、愛知、三重、滋賀、奈良、和歌

山、鳥取、広島、山口、高知、福岡、熊本各県

（注 2） 11県 岩手、宮城、秋田、山形、福島、埼玉、愛知、和歌山、広島、山口、高知各県

（ 3） 沿岸漁業改善資金の貸付けにおいて、審査及び確認の際に必要な証拠書類等を徴した

り、事業実施報告書等の確認及び借受者調査書の作成に当たっての留意事項を整理し

たりなどして、適切な貸付事業の実施を図るよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）水産庁 （項）水産業振興費

部 局 等 水産庁

助 成 の 根 拠 沿岸漁業改善資金助成法（昭和 54年法律第 25号）

事 業 主 体 11県

事 業 の 内 容 沿岸漁業従事者等に対する無利子の沿岸漁業改善資金の貸付け

貸 付 件 数 41件（40沿岸漁業従事者）

上記に対する不
適切な貸付金額

6166万余円

補助の目的に沿
わない国庫補助
金相当額

4110万円
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1 事業の概要

水産庁は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和 54年法律第 25号）に基づき、沿岸漁業の経営の健

全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上を図るために、沿岸漁業従

事者等に対して沿岸漁業経営の改善等に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、その

貸付けに必要な資金の 3分の 2以内を沿岸漁業改善資金造成費補助金として交付している

（沿岸漁業改善資金事業の概要については、前掲 442ページの「沿岸漁業改善資金の貸付けが

不当と認められるもの」参照）。

そして、都道府県は、「沿岸漁業改善資金制度の運営について」（平成 17年 16水推第 1032号

水産庁長官通知）等により、貸付事業の的確な事務処理を図るために、貸付申請書及び貸付対

象事業の実施について次のような審査、確認等を行うこととなっている。

ア 貸付申請書については、�貸付申請書に記載された事業量、対象機器等、事業費等の審
査、�貸付申請書に記載された事業計画が法令、通知等に適合しているかの審査
イ 事業実施については、�事業実施報告書記載事項についての審査（領収書の審査を含
む。）、�現地の事業実施状況の確認、�実績事業費が貸付金額を下回る場合の当該差額の
繰上償還又は期限前償還の徹底

また、普及指導に当たる都道府県の職員は、借受者に対して、貸付前のみならず貸付後の

事業実施等について積極的な指導援助を行い、借受者からの事業実施報告書の提出後、当該

借受者に関する指導事項、事業実施結果の評価及び今後の指導留意事項を記載した借受者調

査書を作成することとなっている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

都道府県における沿岸漁業改善資金造成額の総額は、平成 19年度末で 210億 4939万円と

多額に上っている。

そこで、本院は、合規性等の観点から、借受者は貸付けの目的どおりに事業を実施してい

るか、また、貸付対象事業費に貸付対象外の機器等の経費を含んでいないか、これに対する

道県の審査及び確認は適切に行われているかなどに着眼して検査した。

本院は、水産庁、26道県
（注 1）

及び 307借受者において会計実地検査を行った。そして、26道

県が 17年度から 19年度までの間に貸付けを行った 340件、貸付金額計 23億 8255万余円

（国庫補助金相当額計 15億 8836万余円）を対象に、事業実施報告書等の書類を確認するなど

の方法により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が、11県
（注 2）

において、41件（40沿

岸漁業従事者）、貸付金相当額計 6166万余円（国庫補助金相当額計 4110万余円）見受けられ

た。

� 貸付対象となった機器等をほとんど沿岸漁業以外の経営に使用していたもの

3件（ 2県、 2沿岸漁業従事者）

不適切な貸付金相当額計 1825万円（国庫補助金相当額計 1216万余円）

借受者は、沿岸漁業の経営に係る事業を実施するとした事業計画書を添えて貸付申請を

行っているが、事業計画に沿って実施しておらず、貸付対象となった機器等をほとんど遊

漁船業として沿岸漁業以外の経営に使用していて、貸付けの対象とならない事態が見受け

第
3
章

第
1
節

第
10

農
林
水
産
省

― 468 ―



られた（具体的な事例については、前掲 442ページの「沿岸漁業改善資金の貸付けが不当と

認められるもの」の愛知、長崎両県の事態を参照）。

� 貸付決定前に貸付対象となった機器等の据付け及び引渡しを受けていたもの

2件（ 2県、 2沿岸漁業従事者）

不適切な貸付金相当額計 810万円（国庫補助金相当額計 539万余円）

借受者は、貸付決定前に貸付対象となった機器等の据付け及び引渡しを受けており、貸

付けの対象とならない事態が見受けられた（具体的な事例については、前掲 442ページの

「沿岸漁業改善資金の貸付けが不当と認められるもの」の和歌山県の事態を参照）。

� 貸付対象となった機器等を貸付金額より低額で設置していたもの

7件（ 4県、 7沿岸漁業従事者）

不適切な貸付金相当額計 550万余円（国庫補助金相当額計 366万余円）

借受者が、貸付決定後に値引き等により機器等を貸付金額より低額で設置していた事態

が見受けられた（具体的な事例については、前掲 442ページの「沿岸漁業改善資金の貸付け

が不当と認められるもの」の福島県の事態を参照）。

� 貸付対象の範囲を明確に示していなかったため、貸付けの対象とならない周辺機器等を

貸付対象事業費に含めていたもの

35件（ 8県、35沿岸漁業従事者）

不適切な貸付金相当額計 2981万余円（国庫補助金相当額計 1987万余円）

借受者が、エンジンを設置する際、貸付けの対象とならないプロペラ等の周辺機器等を

貸付対象事業費に含めていた事態が見受けられた。

（上記の�及び�には、事態が重複している貸付けが 6件（ 3県、 6沿岸漁業従事者）あ

る。）

以上のように、貸付対象となった機器等をほとんど沿岸漁業以外の経営に使用していた

り、機器等を貸付金額より低額で設置していたり、貸付対象の範囲を明確に示していなかっ

たため貸付けの対象とならない周辺機器等を貸付対象事業費に含めていたりなどしていた貸

付けが多数見受けられる事態は適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、借受者が制度を十分理解していなかったり、事実と異

なる報告を行っていたりしているほか、次のことなどによると認められた。

ア 県において、沿岸漁業の経営とそれ以外の経営とを区分した収支状況等の沿岸漁業に従

事する借受者としての適格性を判断するための資料を徴したり、品目を列記した見積書、

契約書、納品書、請求書、領収書等を徴したりしておらず、的確な審査及び確認を十分に

実施していなかったこと

イ 水産庁において、

� 都道府県に対して、沿岸漁業改善資金の貸付けにおける審査及び確認に当たり、上記

の証拠書類等を十分徴するなどの指導をしていなかったこと

� 都道府県が事業実施報告書等の審査及び確認に当たって留意すべき事項を整理するな

どの検討が十分でなかったこと
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� 都道府県が作成する借受者調査書の作成に当たって、指導のみならず、貸付事業の確

認に活用するなどの検討が十分でなかったこと

� エンジンについて貸付対象の範囲を明確にしていなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、前記検査の結果�から�までの事態に該当する 7県
（注 3）

は、不適切な貸付け 12件（11沿岸漁業従事者）に係る貸付残高について繰上償還の処置を講

ずるとともに、水産庁は、20年 9月に、都道府県に対して通知を発して、適切な貸付事業

の実施を図るよう次のような処置を講じた。

ア 沿岸漁業改善資金の貸付けにおける審査及び確認に当たり、沿岸漁業の経営と遊漁船業

等沿岸漁業以外の経営とを区分した収支状況、稼働日数等の沿岸漁業に従事する借受者と

しての適格性を判断するための資料、また、品目を列記した見積書、契約書、納品書、請

求書、領収書等の証拠書類を徴して、的確な審査及び確認を行うこととした。

イ 事業実施報告書等の審査及び確認に当たって、貸付対象外、事前着工、目的外使用、事

業未実施等に留意して、必要な証拠書類を十分徴して、機器等の購入、設置時期等の事実

確認を十分行うこととした。

ウ 借受者調査書の作成に当たって、目的外使用等不適切な貸付けの防止の観点から、貸付

事業の導入目的達成のための具体的指導事項を記載することとするなど貸付事業の確認に

資するようにした。

エ エンジンについて貸付対象の範囲を明確に示した。

（注 1） 26道県 北海道、青森、岩手、福島、茨城、千葉、神奈川、石川、福井、静岡、愛

知、三重、兵庫、和歌山、鳥取、島根、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、長崎、熊

本、宮崎、鹿児島、沖縄各県

（注 2） 11県 青森、岩手、福島、神奈川、石川、静岡、愛知、三重、和歌山、島根、長崎各

県

（注 3） 7県 青森、福島、神奈川、静岡、愛知、和歌山、長崎各県

（ 4） 国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料について、各種の割引制度

等を適切に利用することにより、その節減を図るよう改善させたもの

会計名及び科目 国営土地改良事業特別会計（平成 20年 4月 1日以降は一般会計、食料

安定供給特別会計）

（項）土地改良事業費

（項）離島土地改良事業費

（項）土地改良事業工事諸費

一般会計 （組織）農林水産本省

（項）農林水産本省

（項）海岸事業費

（項）農地等保全管理事業費

（組織）地方農政局

（項）海岸事業工事諸費

（項）地すべり対策事業工事諸費
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部 局 等 7農政局

契 約 の 概 要 土地改良事業の実施等に当たり、地元関係者及び職員との連絡等のた

めに電話回線を利用するもの

契約の相手方 7固定電話会社

通話料の支払額 1億 8464万余円（平成 16年度～19年度）

節減できた通話
料

1735万円（平成 16年度～19年度）

1 電話の使用状況及び通話料の割引制度の概要

� 国営土地改良事業所等における電話の使用状況の概要

農林水産省の各地方農政局管内の農業水利事業所、農地防災事業所等の国営土地改良事

業所等（以下「事業所等」という。）は、土地改良事業の実施等に当たり、地元関係者及び事

業実施現場に赴いた職員との連絡等のために、執務室等に設置されている有線式の電話

（以下「固定電話」という。）及び携帯電話を使用している。このうち固定電話については、

東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ株式会社、KDDI株式会社等の電話会社（以下「固定電話会社」という。）と利用契

約を締結して通話料、回線使用料等の電話料金を支払っている。

� 固定電話の通話料に係る割引制度等の概要

固定電話の通話料については、近年、各固定電話会社が多様な割引制度等を提供してお

り、その概要は次のとおりとなっている。

ア 固定電話間の通話料に係る割引制度

固定電話から固定電話に電話をかける場合（以下「固定電話間」という。）については、

平成 13年 5月から、電話をかける側の利用者（以下「発側利用者」という。）が利用したい

固定電話会社をあらかじめ選択して登録する電話会社選択サービスが開始されている。

これに伴い、各固定電話会社から、固定電話間の通話料に係る各種の割引制度が提供さ

れている。

この割引制度のうちの主なものとしては、同一名義の電話回線に係る 1か月の通話料

が一定額を超える場合に通話料を定率で割り引くものなどがある。この割引を受けるた

めには、発側利用者が、適用を受けようとする電話回線を特定して、各固定電話会社に

対して事前に割引の申請を行うこととなっている。

イ 固定電話から携帯電話に電話をかける場合の経済的な料金プラン

固定電話から携帯電話に電話をかける場合（以下、このことを「固定電話発携帯電話

着」という。）については、16年度以降、各固定電話会社から、固定電話発携帯電話着の

通話料に係る各種の経済的な料金プランが提供されている。

この料金プランのうちの主なものとしては、 1分間当たりの通話料を全国一律 16.5

円とするものなどがある。この料金プランの適用を受けるためには、発側利用者が携帯

電話へ発信する際に、固定電話会社ごとの識別番号である「 0 0 XY」を携帯電話番号の

前に付することなどとなっている。
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2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

近年、携帯電話の普及に伴い、携帯電話を所持する事業所等の職員、施工業者の社員等が

増加したことなどから、事業所等の日常業務においては、固定電話間だけでなく固定電話か

ら現場の職員等の携帯電話に電話をかけることが多くなってきており、これらの電話料金の

支払額は毎年度多額に上っている。

そこで、本院は、経済性等の観点から、固定電話間の通話料に係る割引制度が適切に利用

されているか、固定電話発携帯電話着の通話料に係る経済的な料金プランの適用が徹底され

ているかなどの点に着眼して検査した。

そして、 7農政局
（注 1）

管内の 75事業所等に設置された電話回線のうち、通話料内訳等が確認

できた電話回線計 565回線（16年度から 19年度までの間の通話料計 1億 8464万余円）を対

象として、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第 3号）に基づき本院に提出された証拠書類

等により書面検査を実施するとともに、10事業所等において会計実地検査を行った。ま

た、上記の 10事業所等を除く 65事業所等については、関係書類を農林水産本省から本院に

提出させた上で検査した。

（検査の結果）

検査したところ、前記の 75事業所等の電話回線計 565回線のうち、64事業所等の電話回

線計 409回線について、次のような事態が見受けられた。

ア 固定電話間の通話料に係る割引制度の利用について

16事業所
（注 2）

等の電話回線計 86回線については、固定電話間の通話料に係る割引の申請を

行ってその適用を受けていれば、通話料の節減を図ることが可能であったと認められた。

＜事例＞

A事業所は、平成 16年度から 19年度までの間に固定電話間の通話に使用されていた

回線が 4回線あり、これに係る通話料の支払額は計 4,743,431円となっていた。

しかし、A事業所は割引の申請を行っておらず、割引制度を全く利用していなかっ

た。

したがって、16年度から 19年度までの間に、A事業所が定率の割引プランを利用し

たとして通話料を修正計算すると、前記の通話料計 4,743,431円は計 3,218,280円とな

り、差し引き 1,525,151円が節減できたと認められた。

イ 固定電話発携帯電話着に係る経済的な料金プランの利用について

63事業所
（注 3）

等の電話回線計 398回線については、固定電話発携帯電話着に係る経済的な

料金プランの適用を受けていれば、通話料の節減を図ることが可能であったと認められ

た。

＜事例＞

B事業所は、平成 16年度から 19年度までの間に固定電話発携帯電話着の通話に使用

されていた回線が 8回線あり、これに係る通話料の支払額は計 480,326円となってい

た。

しかし、このうち、前記の経済的な料金プランの適用を受けて支払っていた通話料は

1,342円であり、通話料の総額の 1％未満にとどまっている状況であった。

したがって、16年度から 19年度までの間に、経済的な料金プランを利用していな
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かった通話の通話料 478,984円について、そのプランの適用を受けていたとして通話料

を修正計算すると、上記の通話料は計 360,396円となり、差し引き 118,588円が節減で

きたと認められた。

このように、各事業所等において、固定電話間及び固定電話発携帯電話着の通話料に係る

割引制度等を利用することにより通話料の節減を図ることが可能であるにもかかわらず、こ

れらの制度等を適切に利用することなく割高な通話料を支払っている事態は適切とは認めら

れず、改善を図る必要があると認められた。

（節減できた通話料）

各事業所等において、通話料に係る各種の割引制度等を適切に利用したとして 16年度か

ら 19年度までの通話料を修正計算すると、前記アの固定電話間の通話料計 3192万余円は計

2153万余円、前記イの固定電話発携帯電話着の通話料計 2807万余円は計 2111万余円とな

り、通話料の支払額をアで計 1039万余円、イで計 696万余円、合計 1735万余円節減できた

と認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、各事業所等において、通話料に係る割引制度等を適切

に利用することにより通話料の節減を図ることについての認識が十分でなかったこと、ま

た、農林水産省において、各事業所等における上記の割引制度等の利用実態の把握及び利用

の徹底を図るための指導が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、20年 8月に各地方農政局に対して

通知を発して、各事業所等において固定電話間及び固定電話発携帯電話着の通話料に係る割

引制度等を適切に利用することにより通話料の節減を図るよう周知徹底するとともに、今後

新たに提供される割引制度等も含めこれらの制度等の適切な利用の徹底を図るための指導を

強化するなどの処置を講じた。

（注 1 ） 7 農政局 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局

（注 2 ） 16事業所等 西関東、淀川水系両土地改良調査管理事務所、大和紀伊平野農業水利

事務所、平鹿平野、和賀中部、米沢平野、両総、神流川沿岸、中信平二期、佐渡、

新川流域、肝属中部、沖永良部各農業水利事業所、常願寺川沿岸、那賀川両農地防

災事業所、高瀬農地保全事業所

（注 3 ） 63事業所等 東北、関東、北陸、東海、中国四国、九州各農政局土地改良技術事務

所、西奥羽、北上、阿武隈、利根川水系、西関東、信濃川水系、木曽川水系、淀川

水系、南近畿、中国、南部九州各土地改良調査管理事務所、津軽、大崎、霞ヶ浦用

水、大和紀伊平野、筑後川下流、曽於各農業水利事務所、四国東部農地防災事務

所、馬淵川沿岸、最上川下流沿岸、隈戸川、平鹿平野、和賀中部、米沢平野、両

総、北総中央、那珂川沿岸、大井川用水、神流川沿岸、佐渡、柏崎周辺、九頭竜川

下流、新川流域、新矢作川用水、宮川用水第二期、新湖北、岡山南部、筑後川下流

白石平野、大野川上流、都城盆地、綾川二期、肝属中部、徳之島用水、沖永良部各

農業水利事業所、いさわ南部農地整備事業所、渡良瀬川中央、白根郷、常願寺川沿

岸、新濃尾、野洲川沿岸、那賀川、香川各農地防災事業所、中海干拓建設事業所、

高知三波川帯、高瀬両農地保全事業所、有明、玉名横島両海岸保全事業所
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（ 5） 農林水産省所管の委託事業の実施に当たり、国の委託費と都道府県の事業経費等との

経理を明確に区分して、十分な根拠資料に基づく委託費の精算を行うことなどによ

り、委託費の会計経理を適正化するよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）農林水産本省 （項）農業者年金等実施費等

（組織）林野庁 （項）林業振興費等

（項）治山事業費

�
�
�
平成 17年度以前は、

国有林野事業特別会計（治山勘定）（項）治山事業費

�
�
�

（組織）水産庁 （項）水産業振興費

国営土地改良事業特別会計 （項）土地改良事業費等

部 局 等 農林水産本省、林野庁、水産庁、北海道開発局、東北、関東、東海、

近畿、九州各農政局

委託事業の概要 農林水産省所管事務に関する各種調査等の実施

委託の相手方 12道府県知事

支 払 額 16億 7823万余円（平成 14年度～18年度）（74委託事業）

区分経理が行わ
れていないなど
のため根拠資料
により十分確認
することができ
なかった旅費、
人件費及び賃金
の支出額

2億 1406万円（平成 14年度～18年度）（71委託事業）

1 農林水産省所管の委託事業の概要

� 委託事業の概要

農林水産省（外局、地方支分部局及び特別の機関を含む。以下「同省」という。）は、農林

水産省設置法（平成 11年法律第 98号）第 3条、第 4条等の規定に基づき、農林水産業の発

展、森林の保続培養等の任務を達成するため様々な事務を所掌している。

そして、同省は、上記事務の実施の一環として、都道府県知事との間で委託契約を締結

することにより、都道府県知事に対して、保安林整備事業、農業者年金等監査指導委託事

業等の多数の事業の実施を委託している（以下、これらの委託事業を「農林水産委託事業」

という。）。

� 農林水産委託事業における委託費の交付、精算等の手続

同省と各都道府県知事との間で締結される農林水産委託事業の実施に関する委託契約書

（以下「委託契約書」という。）によると、農林水産委託事業の実施に要する経費（以下「委託

費」という。）の交付、精算等の手続及び委託費の経理は、おおむね次のとおり行うものと

されている。

ア 都道府県知事は、同省との間における委託契約の締結により農林水産委託事業を実施

して、当該事業を終了したときは、同省に対して当該事業の成果を記載した委託事業実

績報告書（当該委託調査等の実施に要した委託費の経費の内訳及び額を記載した収支精

算報告を含む。以下「精算報告書」という。）を提出する。
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イ 同省は、精算報告書の提出を受けたときは、委託費の精算に係る審査等を行い、適正

と認めたときは、都道府県知事に対して、精算払いの場合には委託費の交付額の確定の

手続を行って当該額の交付を行い、概算払いの場合には当該額の確定の手続を行って委

託費の精算の手続を終了する。

ウ 都道府県知事は、委託費の経理に当たっては、帳簿を備えて収入支出の額を記載し

て、その出納を明らかにしておかなければならない。

また、都道府県知事は、上記の帳簿及び委託費の支出内容を証する証拠書類（以下、

これらを合わせて「根拠資料」という。）を当該委託事業終了の年度の翌年度から 5年間保

管しなければならない。

さらに、委託契約書によると、同省は、必要があると認めたときは、都道府県知事に対

して、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実

地に調査できるものとされている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、農林水産省及び 12道府県
（注 1）

において会計実地検査を行い、平成 14年度から 18年

度までの間に 12道府県において実施された保安林整備事業、農業者年金等監査指導委託事

業等の計 74委託事業
（注 2）
（以下「74委託事業」という。）について支払われた委託費を対象とし

て、合規性等の観点から、委託費の経理が適正に行われているかなどに着眼して、精算報告

書等の書類により検査した。

上記の 74委託事業に係る 14年度から 18年度までの間の 12道府県における事業数
（注 3）

及び委

託費の交付額（精算額同額）の年度別の推移は、次表のとおりとなっている。

表 12道府県における 74委託事業に係る委託費の交付額等の推移

年 度 事 業 数 交 付 額（精 算 額）（円）

平成14 140 247,925,705

15 128 473,161,260

16 126 372,835,670

17 128 284,531,357

18 124 299,781,067

計 646 1,678,235,059

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり不適切な事態が見受けられた。

ア 12道府県における委託費の会計経理の状況

12道府県において、委託費の経理に当たり、その支出等を担当者の補助簿等に記録し

ていた例は見受けられたものの、委託費の支出等を記録した正規の帳簿を備えて、当該帳

簿に委託費の支出等をその都度記録することにより、各道府県の事業（以下「県単独事業」

という。）、国庫補助事業等の経費と委託費とを委託事業ごとに明確に区分して経理（以下

「区分経理」という。）していた例はほとんど見受けられなかった。

すなわち、12道府県は、一部の例外的な場合を除き、県単独事業、国庫補助事業等の

経費と委託費とを区分することなく一体的に経理していた。そして、区分経理を行うこと
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が比較的容易と思料される旅費、人件費及び臨時職員に対する賃金等（以下「賃金」とい

う。）についても、区分経理を行っていた例はほとんど見受けられなかった。

そこで、12道府県が実施した 74委託事業の精算報告書に記載された旅費、人件費及び

賃金に係る根拠資料の有無等について更に検査した。

その結果、委託費について、区分経理が行われていないなどのため、精算報告書に記載

された旅費、人件費又は賃金の支出実績等を根拠資料により十分確認することのできない

ものが、14年度から 18年度までの間に 12道府県が実施した計 71委託事業
（注 4）
（以下「71委託

事業」という。）において、 2億 1406万余円見受けられた。

上記について事例を示すと、次のとおりである。

＜事例＞

A県は、平成 14年度から 18年度までの間に実施した農業者年金等監査指導委託事業

において、当該委託事業の用務に係る出張旅費として計 790,000円を支出した旨を記載

した精算報告書を作成して同省に提出しており、同省はこれに基づき、毎年度、委託費

の精算を行っていた。

しかし、検査の結果、同県は、当該委託費の計上された予算科目からの旅費の支出に

当たり、当該委託費と他の事業経費との経理を区分していなかった。そして、精算報告

書に記載されていた上記の旅費計 790,000円のうち計 510,504円については、当該委託

事業の実施と明確な関連性がある旅費の支出であることを根拠資料により十分確認する

ことはできなかった。

さらに、12道府県の中には、文書管理規程上、委託費等の国庫金に関する会計書類の

保存期間が委託契約書で約定されている 5年よりも短期間となっていたものなども見受け

られた。

イ 同省における委託費の交付、精算等に係る審査及び指導の状況

前記のとおり、委託契約書によると、同省は、必要があると認めたときは、都道府県知

事に対して、当該委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求

め、又は実地に調査できるものとされている。

しかし、検査の結果、同省が 14年度から 18年度までの間に 12道府県において実施さ

れた 71委託事業に係る委託費の経理の状況等について実地の調査を実施した例はなく、

また、71委託事業に係る委託費の経理の状況等について報告を求めた例もほとんど見受

けられなかった。

以上のことから、同省は、各道府県における歳出予算科目、会計事務処理の方法、文書

管理規程等の内容等を含む委託費の会計経理の実態について必ずしも十分に把握しておら

ず、委託費の交付、精算等に当たり、適切かつ十分な審査を行っていなかったと認められ

た。

上記ア及びイのように、71委託事業に係る委託費について区分経理が行われていないな

どしているのに、同省がこのような会計経理の実態について十分把握することのないまま委

託費の交付、精算等を行っていた事態は適切とは認められず、改善を図る必要があると認め

られた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。
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ア 同省において、

� 委託契約書の約定が必ずしも明確なものではなく、委託費の経理に当たっては、その

支出等を記録する正規の帳簿を整備して、当該支出等を当該帳簿にその都度記録するこ

とにより、委託事業ごとに他の事業経費との経理を明確に区分することなどを明示して

いなかったこと

� 都道府県における歳出予算科目、会計事務処理の方法、文書管理規程の内容等を含む

委託費の会計経理についての実態把握が十分でなく、都道府県に対する次のような事項

についての周知徹底が十分でなかったこと

� 委託費については、その支出等を記録する正規の帳簿を整備して、当該支出等を当

該帳簿にその都度記録することにより、経理を明確に区分する必要があること

� 根拠資料については、各都道府県の文書管理規程における文書の保存期間にかかわ

らず、 5年間の整備及び保存を行う必要があること

� 精算報告書の作成及び提出に当たっては、十分な根拠資料に基づく委託費の経費別

の支出実績額を記載する必要があること

� 委託費からの旅費及び賃金の支出は、各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の

実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限る旨の周知徹底が十分でなかっ

たこと

イ 12道府県において、

� 委託費の区分経理、根拠資料の整備、保存等に関する委託契約書の約定の趣旨を踏ま

えた委託費の適切な経理を行っていなかったこと

� 委託費の交付、精算等に当たり、必ずしも十分な根拠資料に基づくことのない経費別

内訳を記載した精算報告書を作成して、これを同省に提出するなどしていたこと

なお、上記のほか、同省において、都道府県が委託契約書の約定を踏まえた委託費の適切

な経理を行っていないと認めるときは、委託費を交付せず又は交付済みの委託費については

その返還を求めることができる旨の約定を整備していなかったことも、前記の事態の一つの

要因となっていたと認められた。

（注 1） 12道府県 北海道、京都府、青森、岩手、福島、栃木、群馬、長野、岐阜、愛知、和

歌山、大分各県

（注 2） 74委託事業 保安林整備事業、森林吸収源データ緊急整備事業、農業基盤整備基礎調

査、農業水利基本調査、農業者年金等監査指導委託事業、都市計画関連土地利用調

整調査委託、地域整備方向検討調査、土地管理情報収集分析調査委託事業、事業計

画管理地区調査、森林吸収源としての保安林情報整備強化対策等の計 74委託事業

（注 3） 事業数 74委託事業に係る 12道府県の各年度の受託事業数の計

（注 4） 71委託事業 74委託事業のうち、換地計画等委託業務、国営造成施設水利管理事業

及び農業農村整備基本調査の 3委託事業を除く 71委託事業

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、同省では、次のとおり、20年 9月以降、委託費の

会計経理の適正化を図るとともに、都道府県における委託費の会計経理の状況等の実態を十

分に把握して、委託費の交付、精算等に当たり適切な審査を行うための処置を講じた。
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ア 委託契約書の約定を改定するなどして、委託費の経理に当たっては、正規の帳簿を整備

して、委託費の支出等を当該帳簿にその都度記録することにより、委託事業ごとに委託費

と他の事業経費との経理を明確に区分することなどを明示するとともに、今後、都道府県

がこれらの約定に反する不適切な経理を行ったと認めるときは、委託費を交付せず又は交

付済みの委託費についてはその返還を求めることができることとした。

イ 都道府県に対して、上記のような委託契約書の改定の主旨、すなわち、委託費の区分経

理を徹底すること、根拠資料については各都道府県の文書管理規程における文書の保存期

間にかかわらず 5年間の整備及び保存の徹底を図ること、精算報告書の作成及び提出に当

たっては十分な根拠資料に基づく経費別の支出実績額を記載することなどについて、文書

によりその周知徹底を図った。

ウ 委託費からの旅費及び賃金の支出は、各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実

施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限る旨を委託契約書に明示するなどし

た。

（ 6） 政府所有米穀の変形加工において、変形加工単価の算定を工場加工経費の実態に即し

たものとすることなどにより変形加工に係る支払額の節減を図ったり、指示歩留りを

加工の実態に即したものとすることにより加工会社に引き渡す米穀数量の低減を図っ

たりするよう改善させたもの

会計名及び科目 食料安定供給特別会計（米管理勘定）（項）米管理費

部 局 等 農林水産本省

委託契約の概要 政府が所有する外国産米を加工原材料用に販売するに当たり、当該米

穀を破砕して、破砕精米に変形加工するもの

契約の相手方 27会社

米国産米及び豪
州産米の変形加
工に対する支払
額

3億 5393万余円（平成 19年度）

上記のうち節減
できた支払額�

2482万円

加工会社に引き
渡した米国産米
及び豪州産米の
数量

151,555t（平成 19年度）

上記のうち低減
できた数量

654t

上記の低減数量
に対する評価額
�

3139万円

�、�の計 5621万円（平成 19年度）

1 政府所有米穀の変形加工の概要

� 変形加工の概要

農林水産省は、「政府所有米穀の委託変形加工実施要領」（平成 19年 18総食第 1161号）等
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に基づき、政府が所有する外国産米（以下「政府所有米穀」という。）を味噌、しょう油等の

加工原材料用として販売するに当たり、主食用への横流れの防止等その適正な流通を確保

するために、当該米穀を破砕し破砕精米にするための変形加工を実施している。そして、

この変形加工を実施する会社（以下「加工会社」という。）と政府所有米穀の原材料用委託変

形加工契約を締結して、平成 19年度に、加工会社に政府所有米穀 151,555t（米国産米

118,908t及び豪州産米 32,647t）を計 134,223tの破砕精米にする変形加工を実施させて、そ

の変形加工賃として 3億 5393万余円を加工会社に対して支払っている。

この変形加工の実施に当たり、農林水産省は、12年 9月から変形加工後に破砕されず

に残る米穀の完全粒の割合が製品全体の 10％までは合格とする 90％破砕精米を実施して

いたが、18年 10月以降は 90％破砕精米を取りやめてすべて 100％破砕精米としてい

る。

� 変形加工賃の算出方法

農林水産省は、上記の加工会社に対して支払う変形加工賃を、産地国別に定められた破

砕精米 30�当たりの基準変形加工単価（以下「基準変形加工単価」という。）に産地国別の破

砕精米の数量を乗じて算出している。

そして、基準変形加工単価及びその加算額については、次のア、イにより、それぞれ算

定している。

ア 基準変形加工単価の算定について

農林水産省は、100％破砕精米の変形加工の実施に当たり、基準変形加工単価を、次

の�、�式に基づき米国産米で 94円、豪州産米で 127円と算定している。

� 破砕精米 1 t当たりの変形加工賃�

＝政府所有米穀 1 tの変形加工に要する工場加工経費�

÷指示歩留り�－副産物収入�＋製品包装代	

� 基準変形加工単価
＝�× 30
1,000

上記�式のうち、政府所有米穀 1 tの変形加工に要する工場加工経費�については、

農林水産省が加工工場に対して 16年 10月に実施した 90％破砕精米の工場加工経費（動

力費、人件費等）等の調査（以下「実態調査」という。）の結果を基に算出している。

指示歩留り�については、農林水産省が、加工会社に対して変形加工の基準となる歩

留りとして指示するものであり、米穀の産地国により、米質が異なったり、稲わらの混

入率が異なったりなどするため産地国別に定めている。そして、農林水産省は、17年

7月から 9月までに実施した 100％破砕精米の加工試験の結果を基に指示歩溜りを算出

して、これを米国産米で 87.0％、豪州産米で 89.3％としている。

副産物収入�については、上記の加工試験の結果を基に、加工途中に副産物として発

生する微細米及びぬかの発生率を算出して、これにそれぞれの売却単価を乗ずるなどし

て、破砕精米 1 tの生産に伴い加工会社が得られる収入額相当を算出している。

製品包装代	については、破砕精米 1 tの包装に必要となる紙袋等の額としている。
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イ 基準変形加工単価の加算額について

上記のアにより求めた基準変形加工単価については、農林水産省は、変形加工の実績

歩留りが指示歩留り�を上回る場合には、その上回る分に応じて副産物の発生率が低下

することから加工会社が得られる副産物収入が減少するなどとしている。そこで、それ

を補てんするために、実績歩留りが指示歩留りを 0.1％上回るごとに、米国産米で 1.5

円、豪州産米で 1.4円の一定額を基準変形加工単価に加算している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

近年、加工会社において工場稼働率が向上したり、加工技術が習熟したりするなどして変

形加工を経済的及び効率的に実施することが可能となっている。そこで、本院は、経済性等

の観点から、基準変形加工単価及び指示歩留りが 100％破砕精米における加工の実態に即し

た適切なものとなっているかなどに着眼して検査した。そして、前記の 19年度における変

形加工に係る支払額 3億 5393万余円を対象として、管内に加工会社がある 20地方農政事務

所等のうち 12事務所等
（注）

において会計実地検査を行い、各事務所等の担当者から変形加工の

実施状況を聴取した。

また、上記の 12事務所等管内に所在する 15加工会社に赴いて変形加工の実態等を調査す

るとともに、19年度に変形加工を受託した 27加工会社を対象に、工場加工経費等に関する

調書の作成を農林水産省に依頼して、提出された調書を分析するなどして検査を実施した。

（検査の結果）

検査したところ、次の�、�のとおり、変形加工賃の算出及び加工会社に引き渡す政府所

有米穀の数量の算出が、それぞれ実態とか
�

い
�

離するなどしていた。

� 変形加工賃の算出について

ア 基準変形加工単価について

本院において、前記の調書を基に 19年度における政府所有米穀 1 tの変形加工に要

する工場加工経費（前記�式�）を算出したところ、農林水産省が 16年 10月に実施した

前記の実態調査による工場加工経費に比べて低額だった。

そして、その結果を基にして基準変形加工単価を算定すると、前記の米国産米の 94

円、豪州産米の 127円は、それぞれ 89.7円、122.9円に低減すると認められた。

イ 基準変形加工単価の加算額について

本院において、実績歩留りが指示歩留り（前記�式�）を 0.1％上回るごとの基準変形

加工単価の加算額を算定したところ、次表のとおり、加算額は、農林水産省の算定した

額とは異なり、実績歩留りが指示歩留りを 0.1％上回るごとに増加する額は一定額では

なかった。

したがって、実績歩留りが指示歩留りを 0.1％上回る都度、それぞれに応じた加算額

を算出する必要があると認められた。
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表 農林水産省算定の加算額と本院修正加算額との比較

実績歩留りが
指示歩留りを
上回る率

米国産破砕精米 豪州産破砕精米

農林水産省 本 院 農林水産省 本 院

0.1％ 1.5円
（1.5円）

1.5円
（1.5円）

1.4円
（1.4円）

1.4円
（1.4円）

0.2％ 3.0円
（1.5円）

2.9円
（1.4円）

2.8円
（1.4円）

2.7円
（1.3円）

0.3％ 4.5円
（1.5円）

4.3円
（1.4円）

4.2円
（1.4円）

4.1円
（1.4円）

0.4％ 6.0円
（1.5円）

5.7円
（1.4円）

5.6円
（1.4円）

5.4円
（1.3円）

0.5％ 7.5円
（1.5円）

7.1円
（1.4円）

7.0円
（1.4円）

6.7円
（1.3円）

0.6％ 9.0円
（1.5円）

8.5円
（1.4円）

8.4円
（1.4円）

8.1円
（1.4円）

（以下略）

（注） 上段は、基準変形加工単価に対する加算額。下段は、実績歩留りが指示歩留

りを 0.1％上回るごとに増加する額

� 加工会社に引き渡す米穀の数量について

加工会社に引き渡す米穀の数量は、指示歩留り（前記�式�）が高いほど低減する。そこ

で、本院において、標準的な加工会社の実績歩留りを分析したところ、米国産米で

87.4％、豪州産米で 89.6％となり、農林水産省の定めた前記の指示歩留りの米国産米で

87.0％、豪州産米で 89.3％を、それぞれ 0.4％及び 0.3％上回っていた。

したがって、このような実績歩留りを指示歩留りとすることにより、加工会社に引き渡

す米穀の数量を低減することが可能であると認められた。

このように、近年の加工数量の増加に伴って、加工会社の加工技術が習熟して工場稼働率

が向上したことにより、生産性が向上しているにもかかわらず、農林水産省において、その

把握が十分でなく、基準変形加工単価や指示歩留りを改定していなかったことや基準変形加

工単価に加算する額の算出をそれぞれの実績歩留りに応じて行っていなかったことなどの事

態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（節減できた変形加工賃及び低減できた米穀に係る評価額）

前記の�、�により、19年度契約における政府所有米穀の変形加工賃及び低減できた米

穀に対する評価額を計算すると、次のとおり計 5621万余円を節減できたと認められた。

�の加工会社に対する変形加工賃については、実態に基づいた適切な基準変形加工単価及

び加算額により、これを算定すると、前記の変形加工賃 3億 5393万余円は 3億 2911万余円

となり、2482万余円が節減できたと認められた。

�の加工会社に引き渡す政府所有米穀の数量については、前記のとおり指示歩留りを米国

産米で 87.4％、豪州産米で 89.6％として、これを算定すると、前記の米穀の数量 151,555t

は 150,901tとなり、654tが低減でき、これに対する評価額 3139万余円が節減できたと認め

られた。
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（発生原因）

このような事態が生じていたのは、農林水産省において、前記のとおり加工会社の生産性

が向上していたのに、その把握が十分でなかったこと、また、基準変形加工単価の加算額に

ついての認識が適切でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、20年 9月に政府所有米穀の委託変

形加工実施要領を改正して、実態に即した基準変形加工単価の算定、基準変形加工単価の加

算額の見直し、変形加工の実態に即した指示歩留りの改正等を行い、これに基づき、同年

10月の委託変形加工契約から新たな基準変形加工単価等を適用するとともに、加工会社に

おける変形加工の実態把握に努めることとする処置を講じた。

（注） 12事務所等 東北、東海、九州各農政局、北海道、福島、栃木、新潟、兵庫、奈良、徳

島、佐賀、鹿児島各農政事務所

なお、外国産米を含む政府米の販売に当たっては、主食用、加工用、援助用等の用途にか

かわらず、食品たる米穀の安全性に最重点で留意し、安全性に問題のある事故米穀の混入が

ないことを確保すべきである。そして、特に、外国産米については、その輸入に当たり、食

品衛生法に反する米穀の買入れ及び国内持込みを絶対に行わないこと、買入れ後、保管上の

問題等によりカビ等が発生した場合には直ちに廃棄することとする処置を徹底する必要があ

る。

本院は、上記の視点から、20年 9月に発覚した事故米穀の不正規流通問題も踏まえて、

外国産米を含む政府米の購入、管理、販売等について、引き続き検査を行っていくこととす

る。

（注）数量については、小数点以下第 2位を四捨五入している。

（参 考 図） 政府が所有する外国産米の用途別販売数量（平成 19年度）
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（ 7） 牛に係る家畜共済事業の運営において、農業共済組合連合会等が共済金算定の基礎と

なる基準単価を適切に設定できるようにすることにより、共済金が適切に算定される

よう改善させたもの

会計名及び科目 農業共済再保険特別会計（家畜勘定）（項）農業再保険費

部 局 等 農林水産本省

事 業 の 根 拠 農業災害補償法（昭和 22年法律第 185号）

事 業 の 概 要 農業者が不慮の事故によって受ける家畜等の損失を補てんするため

に、農業共済組合等が行う家畜共済事業のうち牛を対象とするもの

著しく低額な基
準単価を設定し
ていた連合会

6連合会

過大となってい
た共済金相当額

1億 4343万余円（平成 18、19両年度）

上記のうち国の
再保険金相当額

7171万円

1 農業災害補償制度の概要

� 制度の概要

農林水産省は、農業災害補償法（昭和 22年法律第 185号）に基づき、農業者が不慮の事故

によって受ける損失を補てんして農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資すること

を目的として、農業災害補償制度を運営している。

この制度は、原則として、�市町村等の各地域ごとに設立される農業共済組合（以下「組
合」という。）等が行う共済事業、�都道府県ごとに設立される農業共済組合連合会（以下
「連合会」という。）が行う保険事業及び�国が行う再保険事業の 3段階により構成されてい

る。このうち、組合等が行う共済事業は、対象とする作物等により牛等の家畜、水稲等の

農作物等に区分されている。

そして、組合等は、組合員等に対して支払う共済金の支払責任の一部を連合会の保険に

付して、また、連合会は、組合等に対して支払う保険金の支払責任の一部を国の再保険に

付することとなっている。

この制度の運営については、国は連合会の業務又は会計の状況を、都道府県は組合等の

業務又は会計の状況を検査するなどして、それぞれ連合会又は組合等の指導監督を行うこ

ととなっている。

この制度について、図で示すと次図のとおりである。
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図 共済掛金及び共済金の流れ（概念図）

農林水産省は、一般会計と区分して農業共済再保険特別会計を設置して、再保険事業に

関する経理を運営している。平成 19年度の同特別会計の家畜勘定に係る歳入決算額は

461億 8146万余円、歳出決算額は 320億 3751万余円となっている。そして、当該歳入決

算額のうち牛を対象とする家畜共済事業（以下「牛共済」という。）に係る共済掛金国庫負担

金は 312億 7217万余円であり、また、歳出決算額のうち牛共済に係る再保険金は 205億

3867万余円となっている。

� 牛共済の概要

牛共済は、農業災害補償法、「家畜共済の事務取扱要領及び事務処理要領について」（昭

和 61年 61農経 B第 804号農林水産省経済局長通知。以下「要領」という。）等により、次のとお

りとされている。

牛を飼養する組合員等は、共済対象の牛に死亡、廃用
（注 1）

、疾病等の共済事故が発生した場

合には、組合等に通知しなければならないこととなっている。そして、国は共済金の 5割

に相当する額を再保険金として連合会に支払い、連合会はこの額に共済金の 3割に相当す

る額を加えて保険金として組合等に支払って、組合等はこの額に共済金の 2割に相当する

額を加えて共済金として組合員等に支払うこととされている。

共済事故のうち廃用事故の場合の共済金は、組合等が次式により算定することとなって

いる。

第
3
章

第
1
節

第
10

農
林
水
産
省

― 484 ―



共済金＝（廃用牛の評価額－肉皮等残存物価額）×

（注）

共済金額
（注）

共済価額

（注） 共済価額、共済金額 共済価額は、組合員等が現に飼養している共済対象の牛の評価額

を合計した額、共済金額は、共済掛金期間の開始時における共済価額の 2割から 8割

までの範囲内で組合員等が申し出た額

そして、この式において、肉皮等残存物価額については、廃用となった牛の肉皮等の売

渡価額と、共済金算定の基礎となる基準単価に当該廃用となった牛の枝肉
（注 2）

の重量を乗ずる

などして算出した基準額とを比較して、高い方の額を採用することとされている。

連合会等は、上記の基準単価を設定するに当たり、都道府県内で飼養されている牛が主

に出荷されている食肉市場（以下「要領想定市場」という。）から入手した枝肉取引価額の情

報を基にして肉質等ごとの 1�当たりの平均値を算定して、これを基準単価として設定す

ることとされている。

前記のように、売渡価額と基準額とを比較して肉皮等残存物価額を決定する取扱いは、

5年度から導入されている。これは、 3年 4月の牛肉の輸入自由化以降、国産の牛の枝肉

取引価額が低下して、組合員等による牛の枝肉の販売努力が低下したことなどによって共

済金が増加する傾向が生じたために、組合員等に販売努力を促すとともに、牛共済の安定

的運営を図ることを目的としている。

（注 1） 廃用 共済対象の牛が疾病又は不慮の傷害によって死にひんした状態等になること

（注 2） 枝肉 牛の体から皮、頭、内臓等を切り離した状態のもの

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、有効性等の観点から、連合会等が基準単価を適切に設定できるよう要領等が定め

られているかなどに着眼して検査した。そして、18、19両年度に支払った牛共済に係る共

済金計 62億 6920万余円（うち国の再保険金計 31億 3457万余円）を対象として、農林水産本

省、23道県管内の 23連合会等
（注 3）

及び 107組合等において会計実地検査を行い、23連合会等が

設定した基準単価の設定根拠を確認するなどして検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

23連合会等のうち 6連合会は、基準単価の設定に当たり、要領想定市場を特定できない

ため、県内の食肉市場から入手した肉質等ごとに区分されていない枝肉取引価額の情報の中

から最安値を抽出したり、過去に設定した根拠が明確でない基準単価を見直すことなくその

まま用いたりなどして基準単価を設定していた。これらのことにより、 6連合会が肉質等ご

とに 18、19両年度に設定した計 36の基準単価のうち、計 29の基準単価は、食肉中央卸売

市場の枝肉取引価額の平均値
（注 4）
（以下「中央市場の平均値」という。）に比べて 3割から 7割程度

の額であり、著しく低額となっていた。

そして、 6連合会管内の 24組合等が 18、19両年度にこれら著しく低額な基準単価を用い
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て算定した共済金計 11億 8611万余円（うち国の再保険金計 5億 9305万余円）は、中央市場

の平均値を基準単価として試算した共済金相当額計 10億 4267万余円と比べて、計 1億

4343万余円（うち国の再保険金相当額計 7171万余円）が過大となっていた。

＜事例＞

A県下の 4組合は、平成 18、19両年度に、A県農業共済組合連合会（以下「A連合会」と

いう。）が設定した基準単価を用いて算定した共済金計 451,897,889円（うち国の再保険金計

225,947,453円）を組合員に支払っていた。

A連合会は、上記の基準単価の設定に当たって、要領想定市場を特定できなかったた

め、県内の 5箇所の食肉市場から枝肉取引価額の情報を入手しようとしたが、これら食肉

市場が枝肉取引価額の情報を公表していないことなどから、当該情報を入手できなかっ

た。そして、13年度に設定した根拠が明確でない基準単価を見直すことなく肉質等ごと

に 18、19両年度に計 6の基準単価を設定していて、これらの設定した基準単価（250円／

�から 320円／�）は、公表されている中央市場の平均値（361円／�から 835円／�）に

比べて 4割から 7割程度の額であり、著しく低額となっていた。

このため、 4組合がこの基準単価を用いて算定した前記の共済金は、中央市場の平均値

を基準単価として試算した共済金相当額計 398,910,224円と比べて、計 52,987,665円（うち

国の再保険金相当額計 26,492,897円）が過大となっていた。

このように、牛共済において、 6連合会が著しく低額な基準単価を設定してこれを用いて

管内の 24組合等が共済金を算定している事態は、共済金が適切に算定されていないばかり

か、連合会間、組合間、組合員間の公平性も確保されていないことになり適切とは認められ

ず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、農林水産省において、連合会等が要領想定市場を特定

できない場合に、食肉市場から入手できる適正な枝肉取引価額の情報を用いて基準単価を設

定する方法を要領等に定めていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、20年 9月に、連合会等が要領想定

市場を特定できない場合でも基準単価を適切に設定できるよう、食肉市場から入手できる適

正な枝肉取引価額の情報を用いて基準単価を設定する方法を新たに要領に追加して、これを

連合会等に周知し、同年 10月から改正要領に基づいて連合会等が新たに設定する基準単価

により共済金の算定を行うよう組合等に周知する処置を講じた。

（注 3） 23連合会等 北海道、青森、山形、栃木、千葉、富山、福井、長野、岐阜、滋賀、兵

庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児

島各県農業共済組合連合会等

（注 4） 食肉中央卸売市場の枝肉取引価額の平均値 農林水産省が公表している「食肉流通統

計（月別）」の中から、食肉中央卸売市場の枝肉取引価額（円／�）の各月（ 1月から 12

月）の平均値を抽出して合計し、これを 12で除した額
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（ 8） 被災職員に対する離職後における休業補償等の支給に当たり、医療機関での診療時間

の状況等が反映された通院時間を用いることなどにより、休業補償等の額の算定を適

切に行うよう改善させたもの

会計名及び科目 国有林野事業特別会計 （項）国有林野事業費

部 局 等 林野庁、 7森林管理局

被災職員に対す
る離職後におけ
る休業補償等の
支給の概要

公務上の災害を受けた被災職員に対して、療養のために医療機関等へ

の通院に要する時間を対象に、休業補償等の支給を行うもの

被災職員に対す
る離職後におけ
る休業補償等の
支給額

18億 3772万余円（平成 18、19両年度）

上記のうち検査
の対象とした支
給額

17億 2397万余円

上記について平
成 20年 4月 の
実態に基づく通
院時間が 18、
19両年度も同
様であると仮定
した上で算出し
た額

16億 2637万余円

開 差 額 9759万円（平成 18、19両年度）

1 休業補償等の概要

� 公務災害補償制度の概要

林野庁は、国家公務員災害補償法（昭和 26年法律第 191号。以下「法」という。）に基づき、

公務上の災害（以下「公務災害」という。）を受けた職員（以下「被災職員」という。）に対して補

償として療養補償、休業補償の支給等を、また、福祉事業として休業援護金の支給等を

行っている。

林野庁におけるこれらの公務災害補償に要する経費は、平成 18年度 27億 2311万余

円、19年度 25億 9820万余円となっている。

上記のうち休業補償は、法第 12条の規定により、被災職員が療養のため勤務すること

ができない場合において、給与を受けないときに、その勤務ができない期間につき支給す

ることとなっている。また、休業援護金は、人事院規則 16― 3（災害を受けた職員の福祉

事業）により、休業補償を受ける被災職員に対して、休業補償と併せて支給することと

なっている。

そして、法第 7条の規定により、補償を受ける権利は離職後も影響を受けないものとさ

れていることから、公務災害補償に要する経費には、離職後に療養補償を受ける被災職員

（以下「離職者」という。）に対する休業補償及び休業援護金（以下「休業補償等」という。）も含

まれている。

� 離職者に対する休業補償等

林野庁は、「災害補償制度の運用について」（昭和 48年職厚―905人事院事務総長通達）に基づ
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き、離職者に対する休業補償等の支給額を、離職者が公務災害の療養のために医療機関及

び薬局（以下「医療機関等」という。）に通院するのに要する時間（以下「通院時間」という。）を

対象として、次のとおり算定することとしている。

休 業 補 償 ＝ 平均給与額
（注 1）

× 60/100 × 1/8 × 通 院 時 間
（注 2）

休業援護金 ＝ 平均給与額
（注 1）

× 20/100 × 1/8 × 通 院 時 間
（注 2）

（注 1 ） 平均給与額 離職時に占めていた官職に補償事由発生日（請求日）まで引き続き在職し

ていたものとした場合において同日に受けることとなる基本的給与の額を 30で除

したものと、事故発生日の属する月の前月末から起算して過去 3か月間に支払われ

た給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に人事院の定めるスライド率を

乗じて算定されたものとを比較して、高い方の額

（注 2 ） 通院時間は、 1 日当たり 8 時間を限度とする。

そして、離職者は、上記の計算式により算定される休業補償及び休業援護金を、休業補

償請求書及び休業援護金支給申請書（以下「請求書等」という。）により、 1月ごとに森林管

理局、森林管理署若しくは支署又は森林管理事務所（以下「森林管理署等」という。）へ請求

及び申請することとなっている。

請求書等の提出を受けた森林管理署等は、人事院規則 16― 4（補償及び福祉事業の実施）

に基づき、それらを審査した上で、休業補償等の支給額を決定することとしている。

林野庁は、上記の支給手続に基づき、離職者に対する休業補償等を 18年度 1,537人 9

億 4237万余円、19年度 1,458人 8億 9535万余円、計 18億 3772万余円支給している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、離職者に対する休業補償等の支給額の算定が適切に行われ

ているかなどに着眼して、98森林管理署等に 20年 4月分の休業補償等を請求及び申請した

離職者（以下「請求者」という。）1,196人に対する休業補償等 18年度 8億 6451万余円、19年

度 8億 5945万余円、計 17億 2397万余円について検査した。検査に当たっては、37森林管

理署等において会計実地検査を行うとともに、その他の 61森林管理署等について、森林管

理局に請求書等の書類を提出させて検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

森林管理署等は、請求者が根拠資料を保有していなかったり、算定方法が複雑で個人で行

うことが困難であったりするなどの理由から、請求者の平均給与額を森林管理署等で保有し

ている根拠資料に基づき算定していた。

その際、森林管理署等は、請求者に、療養のために医療機関等へ通院した日数、通院時間

及びこれにより算定した休業補償等の額を請求者に代わって記載した請求書等を送付するな

どしており、請求者はそれに押印して森林管理署等へ毎月提出していた。

しかし、一部の森林管理署等では、休業補償等の額を算定する際に、過去に調査した際の

通院時間を用いていて、その後の状況を十分に確認していなかった。
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また、通院時間については、林野庁から森林管理署等に対して明確に示していなかったた

め、請求者個人の事情により往復の間で休憩した時間を含めているものがあるなど取扱いが

区々となっていた。

そこで、通院時間について、林野庁を通じて人事院に確認したところ、次のように取り扱

うこととなっていた。

ア 通院時間については、医療機関における診療に係る時間と交通機関等を用いた移動時間

等の合計とする。

イ 医療機関における診療に係る時間については、請求者個人ごと、医療機関ごとの実際の

時間とし、診療の待ち時間等診療に直接関係するものについては含めるが、請求者個人の

事情による休憩時間等は除外する。

ウ 移動時間については、合理的な経路の公共交通機関を利用することを基本とし、乗換え

時間等については必要最小限とする。また、自家用車、タクシー等を用いるのはやむを得

ない場合に限り、その際にも合理的な算定方法を用いることとする。

したがって、これに基づき、すべての森林管理署等に対して、請求者の 20年 4月分の通

院の実態について、医療機関での診療時間の状況、通院に使用する交通機関の状況等を請求

者本人から聴取するとともに、医療機関や公共交通機関等に対して問合せをするよう求め

て、その結果を確認した。さらに、交通機関等については、時刻表等の刊行物によっても確

認した。

これによれば、請求者 1,196人のうち 335人については、18、19両年度に休業補償等を算

定した際に用いられた通院時間が、20年 4月分の通院の実態に基づく通院時間よりも 1日

当たり 1時間から 6時間多い状況となっていた。

以上のことから、今回確認した 20年 4月分の請求者の通院の実態に基づく通院時間が

18、19両年度も同様であると仮定した上で算出した休業補償等の額は、18年度 8億 1545万

余円、19年度 8億 1092万余円、計 16億 2637万余円となり、18、19両年度の支給額に比較

して 18年度 4906万余円、19年度 4853万余円、計 9759万余円の開差を生ずることとな

る。

このように、休業補償等の支給に当たり、森林管理署等において、通院の実態に基づく通

院時間とは異なる時間数を用いて休業補償等の額を算定して支給している事態は適切とは認

められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のようなことなどによると認められた。

ア 林野庁において、森林管理署等に対して通院時間について取扱いを明確に示していな

かったこと

イ 森林管理署等において、請求書等の提出を受けた時の通院時間の審査、確認が十分でな

く、休業補償等を支給する時点の医療機関での診療時間の状況、交通機関の状況等が支給

額の算定に反映されていなかったこと

ウ 林野庁及び森林管理署等において、離職者に対して、休業補償等の制度及びその算定方

法についての周知が十分でなかったこと
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3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、林野庁は 20年 9月に通知を発して、離職者に対す

る休業補償等の支給を適切なものとするよう、次のような処置を講じた。

ア 森林管理署等に対して、通院時間の取扱いを明確にした上で、離職者に対してもその内

容を含めた休業補償等の制度について周知させることとした。

イ 森林管理署等に対して、離職者から請求書等の提出を受ける都度、通院時間の審査、確

認を厳正に実施させるとともに、通院時間に関して離職者、医療機関等への一斉確認を毎

年度行わせることにより、医療機関での診療時間の状況、交通機関の状況等が反映される

ようにした。

ウ 離職者に対して、休業補償等の制度についての理解を求める通知を送付することとし

た。

平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

農業災害補償制度（農作物共済）の運営について

（平成 18年度決算検査報告 293ページ参照）

1 本院が表示した意見

（検査結果の概要）

農林水産省は、農業災害補償法（昭和 22年法律第 185号）に基づき、農業者が不慮の事故に

よって受ける損失を補てんして農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目

的として、農業災害補償制度（前掲 483ページの「牛に係る家畜共済事業の運営において、農

業共済組合連合会等が共済金算定の基礎となる基準単価を適切に設定できるようにすること

により、共済金が適切に算定されるよう改善させたもの」参照）を運営している。

この制度において、国は、農業共済組合又は市町村（以下「組合等」という。）と共済関係の

存する組合員等の負担軽減を図るために、共済掛金の一部を共済掛金国庫負担金（以下「国庫

負担金」という。）として負担することとしており、組合員等は組合等に共済掛金から国庫負

担金を差し引いた額（以下「組合員等負担共済掛金」という。）を支払い、組合等は農業共済組

合連合会（以下「連合会」という。）に保険料を支払い、連合会は国に再保険料を支払う仕組み

となっている。

この制度のうち農作物共済事業及び農作物保険事業は、水稲、陸稲及び麦を対象としてい

て、組合等及び連合会は、これら農作物に気象上の原因による自然災害等の共済事故が発生

した場合に、その損害の程度に応じて組合員等又は組合等に対して共済金又は保険金を支払

うものとされている。そして、農作物共済事業及び農作物保険事業は、単年度でみると損害

の程度に応じて剰余や不足が生ずることとなる。組合等及び連合会は農業災害補償法等によ

り、不足の補てんに備えるために、毎事業年度の剰余を不足金てん補準備金及び特別積立金

として積み立てなければならないこととなっていて、農林水産省は特別積立金について、損

害防止活動や組合員等に対する無事戻し
（注 1）

などといった不足の補てん以外の使途に充てること

を認めている。

そこで、有効性等の観点から、組合等が保有している共済掛金（以下「組合等手持掛金」と

いう。）及び連合会が保有している保険料（以下「連合会手持保険料」という。）の状況等に着眼

して検査したところ、次のような事態が見受けられた。
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ア 組合等及び連合会が共済金又は保険金の支払財源としている組合等手持掛金及び連合会

手持保険料は、共済金のうち組合等が負担する額及び保険金のうち連合会が負担する額の

支払に使用されているものの、多額の剰余が生じていた。

イ 組合等及び連合会は、剰余を特別積立金として積み立て、無事戻しなどの支払に特別積

立金を取り崩していて、この際に、将来不足の補てんなどに窮するおそれについては十分

に検討していなかった。

このような事態が生じているのは、農林水産省において、組合等手持掛金及び連合会手持

保険料から生ずる多額の剰余の発生を防止するための処置を講じていないこと、組合等及び

連合会に将来不足の補てんなどに窮するおそれがあるかを十分に検討させていないことによ

ると認められた。

（検査結果により表示した意見）

本院は、組合等及び連合会における農作物共済事業及び農作物保険事業の運営がより適

切なものとなるよう、次のとおり、農林水産大臣に対して平成 19年 10月に、会計検査院

法第 36条の規定により意見を表示した。

� 国庫負担金及び組合員等負担共済掛金を原資とした組合等手持掛金及び連合会手持保

険料から多額の剰余が生じないよう処置を講ずること

� 上記�の処置を講ずることに伴って、今後は剰余の発生が抑制されることになること
から、組合等及び連合会が特別積立金を取り崩す際に、将来不足の補てんなどに窮する

おそれがあるか否かをより一層検討することが肝要となり、このためその検討ができる

よう具体的な方策を示して、連合会に対して指導すること、及び、都道府県に対して組

合等を指導するよう助言すること

2 当局が講じた処置

本院は、農林水産本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、農林水産省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 組合等手持掛金及び連合会手持保険料から多額の剰余が生じている組合等及び連合会に

ついて、20年 2月に、多額の剰余が生じないよう農作物基準共済掛金率
（注 2）

を低減して告示

を行った。

イ 20年度以降組合等及び連合会が特別積立金を取り崩す際に、将来不足の補てんなどに

窮するおそれがあるか否かをより一層検討するよう 19年 11月に連合会及び都道府県に通

知するとともに、20年 3月にその具体的な方策を連合会及び都道府県に示して、連合会

に対して指導するとともに、都道府県に対して組合等を指導するよう助言した。

（注 1 ） 無事戻し 組合員等が、一定年間組合等から共済金の支払を受けないとき、又は支払

を受けた共済金が一定の額に満たないときに、当該組合員等に対して組合員等負担

共済掛金の一部に相当する金額を払い戻すこと

（注 2 ） 農作物基準共済掛金率 農林水産大臣が過去一定年間（原則 20年間）における被害率

を基礎として定める率で、共済掛金率を組合等が共済規程等で定める際に下限とな

る率
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第11 経 済 産 業 省

不 当 事 項

役 務

（757）
（758）調査委託契約において、委託業務に従事していない者の人件費等を含めて算定するな

どしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの

会計名及び科目 � 一般会計 （組織）経済産業本省 （項）経済産業本省

（項）経済協力費

（項）産業技術振興費

（項）情報処理振興対策費

� 一般会計 （組織）中小企業庁 （項）中小企業対策費

部 局 等 � 経済産業本省

� 中小企業庁

契 約 名 � サービス産業構造改革推進調査等 11件の調査業務に係る委託（平

成 14年度～19年度）

� 中小企業における少子化対応経営の現状と課題に関する調査等 2

件の調査業務に係る委託（平成 17、18両年度）

契 約 の 概 要 � 企業の子育て支援策の評価体系及び企業の取組推進のための施策

に関する調査研究等

� 少子化対策の取組企業に対するヒアリング、関連制度の分析及び

中小企業に対する意識調査等

契約の相手方 株式会社富士通総研

契 約 � 平成 18年 8月ほか 随意契約

� 平成 18年 7月ほか 随意契約

支 払 � 平成 19年 4月ほか

� 平成 19年 4月ほか

支 払 額 � 計 138,345,782円（平成 14年度～19年度）

� 計 78,573,642円（平成 17、18両年度）

合計 216,919,424円

過大になってい
る支払額

� 計 27,325,335円（平成 14年度～19年度）

� 計 64,364,177円（平成 17、18両年度）

合計 91,689,512円

1 契約の概要

� 委託契約の概要

経済産業本省は、平成 14年度から 19年度までの間に、企業の子育て支援策の評価体系

及び企業の取組推進のための施策に関する調査研究等の 11件の調査業務を、株式会社富
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士通総研（以下「総研」という。）に委託しており、委託費として計 138,345,782円を支払って

いる。また、中小企業庁は、17、18両年度に、少子化対策の取組企業に対するヒアリン

グ、関連制度の分析及び中小企業に対する意識調査等の 2件の調査業務を、総研に委託し

ており、委託費として計 78,573,642円を支払っている。

� 支払額の算定等

経済産業本省及び中小企業庁は、委託契約において、その支払額については、委託業務

に従事する研究員等の人件費、事業費等の経費の区分ごとに定めた上限額の範囲内で委託

業務の実施に要した経費の額を確定することとしている。このうち、人件費については、

受託者の受託単価規程等に基づく時間単価に、実際に委託業務に従事した時間数を乗じて

算出することとしている。そして、受託者において、委託業務に従事した者の出勤状況及

び委託業務に従事した時間をそれぞれ証明するに足る出勤簿、業務日誌等の書類を日々作

成しなければならないこととしている。

また、会計法（昭和 22年法律第 35号）等の規定により、契約担当官等は給付の完了の確認

をするために必要な検査をして、当該検査を完了しなければ支払をすることができないこ

ととされている。

そして、経済産業本省及び中小企業庁は、総研から提出された実績報告書に基づき、現

地調査等により、委託事業の成果が委託契約書の内容に合致しているか確認するととも

に、対象経費に係る証ひょう類を確認することなどにより、委託費の額を確定することと

している。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、経済産業本省、中小企業庁及び総研において、合規性等の観点から、委託業務

が委託契約等に基づき適切に実施されて、その経理及び委託業務に要したとする経費は適

正かなどに着眼して、経済産業本省及び中小企業庁が 14年度から 19年度までの間に総研

に委託して実施した前記の 13契約を対象として、実績報告書等の書類により会計実地検

査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、委託費が適切に支払われていない事態が次のとおり見受けられた（各

契約には重複している事態がある。）。

�委託業務に従事していない者等の人件費が委託費に含まれていたもの 9契約

�実際に支払っていない事業費等が委託費に含まれていたもの 13契約

�委託契約の納入物が給付の完了検査時に提出されていないのに給付の完了を確認したと
して委託費を支払っていたもの 7契約

上記の事態について事例を示すと、次のとおりである。

＜事例＞

中小企業庁は、平成 18年度に、総研に対して、「中小企業における少子化対応経営の

現状と課題に関する調査」として、�少子化に対応した経営を行っている中小企業に対
するヒアリングの実施及び仕事と育児を両立しやすい職場環境整備等を通じて業績を向

上させている中小企業の事例調査、�ヒアリング調査結果を基にしたダイジェスト版パ
ンフレット 5万部の作成及び配布、�中小企業が少子化に対応した経営を行うに当たっ
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て活用できる国内外の既存の関連諸制度の調査・分析、制度の利用手続フローの取りま

とめなどを委託して、調査報告書等を作成するために要した経費として 53,693,667円を

支払っている。

しかし、実際には、委託業務に従事したとして人件費を計上している 8名中 7名は本

件事業に全く従事していなかった。残る 1名については、総研が同時期に受託している

別の事業にも同じ日に従事したこととなっているなど、業務日誌の内容からは本件委託

業務に従事したことが確認できないものとなっていた。

また、事業費に計上した外注費については、完了期限内には外注業務の実施も支払も

行われていなかったり、虚偽の納品書等により支払って、総研の発注先に資金を預けて

おき、完了期限後に実施した当該委託業務に係る費用に充当したり、本件業務とは関係

のない研究に使用したりなどしていた。

さらに、中小企業庁は、調査報告書等について、給付の完了検査時に完成していない

のに、支払額の確定を行い委託費を支払っていた。なお、その後提出された調査報告書

等の内容は、前記�及び�のみのもので契約書の内容を満たしているものとはなってい
なかった。

このような事態が生じていたのは、総研において委託業務の適正な実施に対する基本的

な認識が不足していたため事実と相違した内容の実績報告を行っていたこと、また、経済

産業本省及び中小企業庁において、会計法令等に対する基本的な認識が不足していたこ

と、委託費の額を確定する際の実績報告書の内容の審査・確認が十分でなかったことなど

によると認められる。

したがって、適正に支払われた経費の額に基づき委託費の支払額を算定すると次表のと

おり計 125,229,912円となり、前記の委託費の支払額との差額計 91,689,512円が過大と

なっていて、不当と認められる。

表 中小企業における少子化対応経営の現状と課題に関する調査等 13契約
における過大な支払額 （単位：円）

部 局 等 年度

契
約
件
数

支 払 額 適正な支払額 過大な支払額

経済産業本省 平成 件
14 2 12,558,754 12,053,144 505,610

15 1 24,150,000 23,258,416 891,584

16 1 5,958,573 5,816,823 141,750

17 5 66,363,090 49,146,016 17,217,074

18 1 9,999,705 1,440,000 8,559,705

19 1 19,315,660 19,306,048 9,612

計 11 138,345,782 111,020,447 27,325,335

中 小 企 業 庁 17 1 24,879,975 14,209,465 10,670,510

18 1 53,693,667 0 53,693,667

計 2 78,573,642 14,209,465 64,364,177

合 計 13 216,919,424 125,229,912 91,689,512

（757）

（758）

第
3
章

第
1
節

第
11

経
済
産
業
省

― 494 ―



補 助 金（759）―（772）

（759）―

（763）
特定大学技術移転事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返

還していなかったり、補助事業以外の業務に従事していた時間数を含めて人件費を算

定していたため、補助対象事業費の精算が過大となっていたりしているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）経済産業本省 （項）産業技術振興費

部 局 等 経済産業本省

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

5会社

補 助 事 業 特定大学技術移転事業

補助事業の概要 大学等における技術に関する研究成果を特許権の譲渡等によって民間

事業者に移転するもの

事業費の合計 487,680,749円（平成 15年度～18年度）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

322,164,186円

不当と認める事
業費

18,294,560円（平成 15年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

12,132,950円（平成 15年度～18年度）

1 補助事業の概要

� 補助事業の概要

経済産業本省は、平成 15年度から 18年度までの間に、大学等における技術に関する研

究成果を民間事業者に移転する事業を実施した 5事業主体に対して、大学等技術移転促進

費補助金を交付している。

この補助金は、大学等における技術に関する研究成果について、特許権の譲渡等によっ

て、研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に移転する事業

（特定大学技術移転事業）の実施に必要な経費の一部を補助するものである。

「大学等技術移転促進費補助金交付要綱」（平成 11年財産第 2号。以下「要綱」という。）等に

より、補助金の交付の対象となる経費のうち技術移転スペシャリスト人件費には、事業主

体の職員等が行った大学等の技術に関する研究成果を民間企業へ提供する活動（以下「技術

開示活動」という。）に係る人件費相当分を計上することとされている。

そして、事業主体各社は、15年度から 18年度までの各年度において、本件補助事業を

事業費計 487,680,749円（補助対象事業費同額）で実施したとして、経済産業本省に実績報

告書を提出して、これにより国庫補助金計 322,164,186円の交付を受けていた。

� 補助事業における消費税の取扱い

消費税は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生ずるが、生産、流

通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上高に対する消費税
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額から課税仕入れに係る消費税額を控除（以下、この控除を「仕入税額控除」という。）する

仕組みが採られている。

そして、補助事業の事業主体が補助対象の物品等を取得することも課税仕入れに該当し

て、上記の仕組みにより確定申告の際に補助事業で取得した物品等に係る消費税額を仕入

税額控除した場合には、事業主体は当該物品等に係る消費税額を実質的に負担していない

ことになる。

このため、補助事業の事業主体は、要綱により、補助事業完了後に消費税の申告により

仕入税額控除した消費税額に係る補助金の額が確定したときには、その金額を速やかに経

済産業大臣に報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、経済産業本省及び事業主体各社において、合規性等の観点から、事業が要綱等

に基づき適切に実施され、適正に経理されているかに着眼して、実績報告書等の書類によ

り会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、同省等

に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査し

た。

� 検査の結果

検査したところ、 5事業主体において、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還

していなかったり、さらに、このうち 1事業主体において、補助事業以外の業務に従事し

ていた時間数を含めて人件費を算定していたため補助対象事業費の精算が過大となってい

たりしていた。このため、補助対象事業費計 18,294,560円が過大になっていて、これに係

る国庫補助金計 12,132,950円が不当と認められる。

上記の事態を態様別に示すと次のとおりである。

ア 仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していないもの

5事業主体は、15年度から 18年度までの間の消費税の確定申告を行い、本件補助事

業に係る消費税額計 9,852,515円を仕入税額控除していた。しかし、 5事業主体は、こ

れに係る国庫補助金計 6,504,920円を報告、返還していなかった。

イ 補助事業以外の業務に従事していた時間数を含めて人件費を算定していたため、補助

対象事業費の精算が過大となっているもの

株式会社長崎ＴＬＯは、16年度から 18年度までの間に、技術移転スペシャリスト人

件費として、技術開示活動に従事した職員 16年度 2名、17、18両年度各 3名の給与、

賞与等の全額計 24,979,336円を計上していた。

しかし、上記の職員のうち 16年度 1名、17、18両年度各 2名は技術開示活動以外の

業務を兼務していたことから、実際に技術開示活動に従事していた時間を算出すると計

2,095.25時間となり、これらの者の全労働時間計 7,149.5時間のうち計 5,054.25時間が

過大となっていた。このため、16年度から 18年度までの適正な技術移転スペシャリス

ト人件費を算定すると計 16,537,291円となり、前記の 24,979,336円との差額計

8,442,045円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金計 5,628,030円が同会社に

過大に交付されていた。

このような事態が生じていたのは、5事業主体において補助事業における消費税の取扱
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いについての理解が十分でなかったこと、株式会社長崎ＴＬＯにおいて技術移転スペシャ

リスト人件費の算定方法についての理解が十分でなかったこと及びこれらについての経済

産業本省の指導、審査、確認が十分でなかったことによると認められる。

上記のア及びイの事態を事業主体別に示すと次のとおりである。

事 業 主 体 年 度 事 業 費 左に対する国
庫補助金

不当と認める
事業費

不当と認める
国庫補助金

摘 要

円 円 円 円

（759） 株式会社キャ
ンパスクリエ
イト

15～18 191,212,852 125,673,614 2,688,745 1,765,420 ア

（760） タマティーエ
ルオー株式会
社

15、16 79,405,402 51,832,174 2,058,129 1,337,185 ア

（761） よ こ は ま
ティーエル
オー株式会社

15～18 88,720,410 59,097,018 2,416,412 1,609,503 ア

（762） 株式会社三重
ティーエル
オー

16～18 80,814,098 53,876,059 1,705,260 1,136,835 ア

（763） 株式会社長崎
ＴＬＯ

16～18 983,969 655,977 ア

16～18 8,442,045 5,628,030 イ

小計 47,527,987 31,685,321 9,426,014 6,284,007

（759）―（763）の計 487,680,749 322,164,186 18,294,560 12,132,950

（764）―

（771）
地域新規産業創造技術開発費補助金等の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 � 一般会計 （組織）経済産業本省

（項）産業技術振興費

� 一般会計 （組織）中小企業庁

（項）中小企業対策費

� 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計

（石油及びエネルギー需給構造高度化勘定）

�
�
�
平成 19年度以降は、エネルギー対策特別会計

（エネルギー需給勘定）

�
	



（項）エネルギー需給構造高度化対策費

部 局 等 � 2経済産業局

� 4経済産業局

� 1経済産業局

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者 � 3会社（事業主体）

� 3会社（事業主体）及び 1県

� 1会社（事業主体）

間接補助事業者
（事 業 主 体）

� 1会社
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補 助 事 業 � 地域新規産業創造技術開発

� 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発等

� 新規産業創造技術開発

補助事業の概要 � 企業等がリスクの高い実用化技術開発等を行うもの

� 中小企業者等が克服すべき技術的課題の解決のために新規の考案

を行い、開発終了後速やかに当該技術を実施又は製品化すること

を目的とする試験研究等を行うもの

� 企業がエネルギーの使用の合理化又は石油代替エネルギーの開発

及び利用に資する技術開発を行うもの

事業費の合計 � 320,253,279円（平成 17年度）

� 133,657,230円（平成 15年度～17年度）

� 87,505,165円（平成 17年度）

計 541,415,674円

補助対象事業費
の合計

� 303,032,831円（平成 17年度）

� 120,612,475円（平成 15年度～17年度）

� 83,525,517円（平成 17年度）

計 507,170,823円

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

� 202,018,000円

� 55,495,529円

� 55,683,000円

計 313,196,529円

不当と認める補
助対象事業費

� 13,049,210円（平成 17年度）

� 88,855,432円（平成 15年度～17年度）

� 1,860,000円（平成 17年度）

計 103,764,642円

不当と認める国
庫補助金交付額

� 8,697,000円（平成 17年度）

� 36,099,919円（平成 15年度～17年度）

� 1,240,000円（平成 17年度）

計 46,036,919円

1 補助金の概要

経済産業本省は、企業等に対して地域新規産業創造技術開発費補助金及び新規産業創造技

術開発費補助金を交付している。また、中小企業庁は、中小企業者等に対して、中小企業創

業・経営革新等支援補助金、中小企業経営革新等対策費補助金及び中小企業経営資源強化対

策費補助金を交付している。

これらの補助金に係る補助事業、交付の目的、補助の対象、補助の対象となる事業費及び

補助率は次表のとおりである。

第
3
章

第
1
節

第
11

経
済
産
業
省

― 498 ―



表 補助金の概要

補助金名 補助事業 交付の目的 補助の対象 補助の対象と
なる事業費 補助率

� 一般会計 （経済産業本省）

地域新規
産業創造
技術開発
費補助金

地域新規産
業創造技術
開発

地域において新産業・
新事業を創出し、地域
経済の活性化を図るこ
と

企業等が行うリスクの
高い実用化技術開発に
要する経費の一部を国
が直接補助するもの

機械装置等の
購入費等

当該経費の
3分の 2以
内など

� 一般会計 （中小企業庁）

中小企業
創業・経
営革新等
支援補助
金

中小企業・
ベンチャー
挑戦支援事
業のうち実
用化研究開
発

中小企業の技術開発を
促進し、中小企業の技
術改善を図り、もって
中小企業製品の高付加
価値化、中小企業の新
分野進出等の円滑化等
に資すること

中小企業者等が克服す
べき技術的課題の解決
のために新規の考案を
行い、開発終了後速や
かに当該技術を実施又
は製品化することを目
的として行う試験研究
に要する経費の一部を
国が直接補助するもの

機械装置等の
購入費等

当該経費の
3分の 2以
内

ＩＴ活用型
経営革新モ
デル

中小企業の経営革新の
促進に資すること

中小企業者等が地域で
のビジネスモデルとな
りうるＩＴを活用した
経営革新を行うために
有効なシステムの開
発・導入事業等に要す
る経費の一部を国が直
接補助するもの

システム開発
に必要なソフ
トウェア開発
委託費等

当該経費の
2分の 1以
内

中小企業
経営革新
等対策費
補助金

創造技術研
究開発

中小企業の技術開発を
促進し、中小企業の技
術改善を図り、もって
中小企業製品の高付加
価値化、中小企業の新
分野進出等の円滑化等
に資すること

中小企業者等が自ら行
う新製品、新技術等の
研究開発に要する経費
の一部を国が直接補助
するもの

機械装置等の
購入費等

当該経費の
2分の 1以
内など

中小企業
経営資源
強化対策
費補助金

地域活性化
創造技術研
究開発

中小企業の技術開発を
促進し、中小企業の技
術改善を図り、もって
中小企業製品の高付加
価値化及び中小企業の
新分野進出等の円滑化
等に資すること

中小企業者等が自ら行
う新製品、新技術等の
研究開発等に要する経
費の一部を国が都道府
県を通じて補助するも
の

機械装置等の
購入費等

当該経費の
3分の 1以
内で、かつ
都道府県が
事業主体へ
補助する額
の 2分の 1
以内

� 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計

新規産業
創造技術
開発費補
助金

新規産業創
造技術開発

我が国の経済的社会的
環境に応じたエネル
ギーの安定的かつ適切
な需給構造の構築に資
するため、我が国エネ
ルギーの使用の合理化
又は石油代替エネル
ギーの開発及び利用に
資すること

企業が行うエネルギー
の使用の合理化又は石
油代替エネルギーの開
発及び利用に資する技
術開発のうち、特に新
規産業の創造に資する
技術開発に要する経費
の一部を国が直接補助
するもの

機械装置等の
購入費、外注
費等

当該経費の
3分の 2以
内など

そして、事業主体は、事業完了後に、実績報告書を経済産業局等又は都道府県に提出し

て、経済産業局等又は都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなってい

る。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、事業が補助金の交付要綱等に基づき適切に実施されて、

その経理は適正かに着眼して、8経済産業局及び 26都道府県が平成 15年度から 19年度
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に交付した 1,640件の補助金のうち 183件について、これらの補助金の交付先である 166

事業主体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でな

いと思われる事態があった場合には、更に経済産業局等に事態の詳細について報告を求め

て、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、 5経済産業局及び 1県の 8件の補助事業（補助対象事業費計

507,170,823円）において、事業主体が、補助事業により取得した機械装置を無断で目的外

に使用したり、補助金の交付決定前の発注に係る経費を補助の対象としたり、他の会社か

ら受託して実施した業務を自ら行う研究開発として実施したことにしていたりなどしてい

た。このため、補助対象事業費 103,764,642円が過大になっていて、これに係る国庫補助

金相当額 46,036,919円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認

識が不足していたこと、経済産業局又は県の指導、審査及び確認が十分でなかったことな

どによると認められる。

これを経済産業局又は県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

経済産業
局又は県
名

事業主体
（所在地）

補助事業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金

不当と認
める補助
対象事業
費

不当と認
める国庫
補助金

摘 要
�補助対�
�象事業�
�費 �

千円 千円 千円 千円

（764） 中部経済
産業局

株式会社
トピア
（安城市）

地域新規
産業創造
技術開発

17 122,807
（117,184）

78,120 1,991 1,325 補助の対
象外

この補助事業は、繊維廃棄物等を物理的強度が優れた住宅下地材等として利用するため

に、これを使用して作成した繊維板を重ね合わせて溶着させる厚肉積層板溶着技術の開発

を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の設置費等に要した

とする事業費 122,807,716円（補助対象事業費 117,184,578円）に対して、国庫補助金

78,120,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、実際には、本件補助事業とは直接関係のない既存設備の解体や移

設作業等に係る経費 1,991,440円を上記の補助対象事業費に含めていた。

したがって、適正な補助対象事業費は 115,193,138円となり、前記の補助対象事業費

117,184,578円との差額 1,991,440円に係る国庫補助金相当額 1,325,000円が過大に交付さ

れていた。

（765） 近畿経済
産業局

（注）
株式会社
モールド
リサーチ
（草津市）

地域新規
産業創造
技術開発

17 108,274
（103,257）

68,838 8,000 5,333 補助の対
象外

この補助事業は、金属粉末射出成形技術を用いた高精細・高信頼性医療用部品の開発を

行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等に要したと

する事業費 108,274,071円（補助対象事業費 103,257,777円）に対して、国庫補助金

68,838,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、補助事業の対象とした 8,000,000円の機械装置を、実際には補助

金の交付決定（平成 17年 8月）前の 17年 3月に発注して同月に納品を受けていて、本件機

械装置は補助の対象とならないものであった。

したがって、適正な補助対象事業費は 95,257,777円となり、前記の補助対象事業費
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103,257,777円との差額 8,000,000円に係る国庫補助金 5,333,000円が過大に交付されてい

た。

（注） 平成 19年 8月 6日以降は株式会社テクネス

（766） 近畿経済
産業局

株式会社
K＆K
（大阪市）

地域新規
産業創造
技術開発

17 89,171
（82,590）

55,060 3,057 2,039 精算過大

せい

この補助事業は、脱脂・防錆効果が見いだされている強電解水を金属加工油の代替品と

して実用化するために、強電解水の製造技術及び金属加工工程への利用技術の開発を行う

ものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置等の購入費等に要したとす

る事業費 89,171,492円（補助対象事業費 82,590,476円）に対して、国庫補助金 55,060,000円

の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、一部の機械装置を販売業者から 10,266,000円で直接購入できたと

認められるにもかかわらず、事業主体と代表取締役が同一人である A会社を介して

12,400,000円で購入しており、この差額 2,134,000円を補助対象事業費に含めるなどして

いた。

したがって、適正な補助対象事業費は 79,532,706円となり、前記の補助対象事業費

82,590,476円との差額 3,057,770円に係る国庫補助金相当額 2,039,000円が過大に交付され

ていた。

（767） 北海道経
済産業局

株式会社
釧路丸水
（白糠郡
白糠町）

中 小 企
業・ベン
チャー挑
戦支援事
業のうち
実用化研
究開発

17 58,350
（51,580）

34,387 37,650 22,969 目的外使
用

たこ

この補助事業は、過熱水蒸気を使った蒸し蛸製造装置の製作とその運転ノウハウの研究

開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置等の購入費等に

要したとする事業費 58,350,544円（補助対象事業費 51,580,544円）に対して、国庫補助金

34,387,029円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、本件補助事業により研究開発に使用する目的で取得した機械装置

（購入金額 58,200,000円）を、平成 18年 12月以降、北海道経済産業局に無断で補助の目的

に反して蒸し蛸の生産設備として使用していた。

したがって、補助の目的外に使用されていた同機械装置（18年 11月末現在残存価格

37,650,000円）に係る国庫補助金相当額 22,969,999円が不当と認められる。

（768） 中部経済
産業局

（注）
株式会社
グリーン
スペック
（岐阜市）

創造技術
研究開発

15 13,213
（12,583）

6,287 12,583 6,287 補助の対
象外

この補助事業は、汚泥を再生利用して雑草の防草効果等が期待できる自溶性土壌被膜剤

を研究開発するものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等

に要したとする事業費 13,213,002円（補助対象事業費 12,583,747円）に対して、国庫補助金

6,287,000円の交付を受けていた。
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しかし、事業主体は、実際には、他の会社から受託して実施した業務を本件事業として

実施したことにしており、中小企業者が自ら行う研究開発とは認められないことから、本

件事業はすべて補助の対象とならないものであった。

したがって、本件国庫補助金 6,287,000円は交付の必要がなかった。

（注） 平成 15年 7月 31日以前は有限会社グリーンスペック

（769） 九州経済
産業局

有限会社
新福青果
（都城市）

ＩＴ活用
型経営革
新モデル

17 18,500
（17,649）

8,715 4,772 2,386 精算過大

この補助事業は、インターネットを活用して小売店から青果物の注文を受けて、その売

上管理等をコンピュータにより行う販売支援システムを開発して、導入するものである。

事業主体は、本件事業の実施に当たり、本システムのプログラム開発の委託費等に要した

とする事業費 18,500,259円（補助対象事業費 17,649,759円）に対して、国庫補助金

8,715,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、実際にはプログラム開発委託契約において、契約の相手方から契

約後に値引きを受けて、当初の契約金額全額を契約相手方にいったん支払った後、この値

引相当額について契約の相手方の取引会社を通して返金を受けていた。そして、この値引

きに係る 4,772,000円を上記の補助対象事業費に含めていた。

したがって、適正な補助対象事業費は 12,877,759円となり、前記の補助対象事業費

17,649,759円との差額 4,772,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金

2,386,000円が過大に交付されていた。

（770） 滋 賀 県
（注）

株式会社
モールド
リサーチ
（草津市）

地域活性
化創造技
術研究開
発

16 43,593
（38,798）

6,106 33,849 4,456 補助の対
象外

この補助事業は、高精度複雑構造からなる微細多孔質焼結体の製造技術を確立するため

の研究開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費

等に要したとする事業費 43,593,425円（補助対象事業費 38,798,425円）に対して、国庫補助

金 6,106,500円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、補助事業の対象とした 33,849,685円の機械装置を、実際には補助

金の交付決定（平成 16年 7月）前の 16年 2月に発注していることから、本件機械装置は補

助の対象とならないものであった。

したがって、適正な補助対象事業費は 4,948,740円となり、前記の補助対象事業費

38,798,425円との差額 33,849,685円に係る国庫補助金 4,456,920円が過大に交付されてい

た。

（注） 平成 19年 8月 6日以降は株式会社テクネス

（771） 関東経済
産業局

株式会社
つくばセ
ミテクノ
ロ ジ ー
（つくば
市）

新規産業
創造技術
開発

17 87,505
（83,525）

55,683 1,860 1,240 補助の対
象外
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この補助事業は、シリコンウェハ
（注 1）

の加工過程における高濃度オゾン水等によるレジスト
（注 2）

洗浄の確立に係る技術開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、シ

リコンウェハの洗浄度評価試験に係る外注費等に要したとする事業費 87,505,165円（補助

対象事業費 83,525,517円）に対して、国庫補助金 55,683,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、実際には、上記の洗浄度評価試験 6件について、報告書の提出を

平成 18年 7月から 20年 1月までの間に受けていて、補助事業期間（17年 8月～18年 3

月）内に終了していないことから、これに係る外注費計 1,860,000円は補助の対象とならな

いものであった。

したがって、適正な補助対象事業費は 81,665,517円となり、前記の補助対象事業費

83,525,517円との差額 1,860,000円に係る国庫補助金 1,240,000円が過大に交付されてい

た。

（注 1） シリコンウェハ 高純度なケイ素製の ICチップの製造に使われる半導体でできた薄

い基板

（注 2） レジスト シリコンウェハなどを加工する過程において、その表面を部分的に処理す

る際、処理しない場所を保護するために塗布する樹脂

（764）―（771）の計 541,415
（507,170）

313,196 103,764 46,036

（772）電源立地地域対策交付金の交付を受けた事業の実施に当たり、離岸堤設置工事の施工

が設計と相違していたため、工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 電源開発促進対策特別会計（電源立地勘定）（平成 19年度以降はエネ

ルギー対策特別会計（電源開発促進勘定））

（項）電源立地対策費

部 局 等 近畿経済産業局

交 付 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

福井県大飯郡高浜町

交 付 金 電源立地地域対策交付金

交付金の概要 発電用施設の設置等の円滑化に資することを目的に、発電用施設が所

在する市町村等に対して交付されるもの

交付対象事業 上瀬漁港（日引）離岸堤設置工事

事 業 費 5,302,500円（平成 18年度）

上記に対する交
付金交付額

4,500,000円

不当と認める事
業費

5,302,500円（平成 18年度）

不当と認める交
付金交付額

4,500,000円（平成 18年度）
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1 事業の概要

この事業は、福井県大飯郡高浜町が、電源立地地域対策交付金（以下「交付金」という。）の

交付を受けて、上瀬漁港（日引地区）において、海岸に隣接する区域の住民の安全を確保する

ために、平成 18年度に離岸堤
（注 1）

設置工事を事業費 5,302,500円（全額交付金交付対象、これに

対する交付金 4,500,000円）で実施したものである。

上記工事の実施に当たり、同町は、上瀬漁港（日引地区）区域内に海岸と並行に左右 1基ず

つ、計 2基設置されている 4 t型の消波ブロックを用いた既設離岸堤の開口部（幅約 20�）か

ら来襲する波を防ぐために、同型の消波ブロック 96個を用いて一方の離岸堤の堤長を所要

の堤体断面を確保した上で、可能な限り延ばして、開口部を狭くすることにしていた（参考

図 1参照）。
さく

離岸堤の堤体断面は、既設離岸堤の標準断面と同等として、発注図面において、朔望平均

干潮位
（注 2）
（以下「LWL」という。）から天端までの高さを、LWLから朔望平均満潮位

（注 3）
までの

0.6�、設計波高 1.1�及び余裕高 0.3�、計 2�として、これに水深 2.4�を加えて堤高を

4.4�、天端幅を 4�などとしていた。そして、請負業者は、所要の堤体断面で延長 9.5�を

施工したとしていた。

2 検査の結果

本院は、福井県大飯郡高浜町において、合規性等の観点から、施工が適切に行われている

かなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図書、現地の状

況等を検査したところ、施工が次のとおり適切でなかった。

すなわち、同町は、LWLから天端までの高さが消波効果に影響するにもかかわらず、そ

の出来形等について、検査及び確認を行っていなかった。

そこで、本件離岸堤について、 2�間隔で 6断面において堤体断面の形状等を確認したと

ころ、 1断面当たり天端の両端部及び中央部の 3か所、計 18か所で測定した LWLから天

端までの高さは、0.5�から 2.3�となっており、本件工事において必要とされる 2�を満た

していない箇所が 18か所中 16か所あり、中には、余裕高 0.3�を除いた 1.7�の高ささえも

満たしていない箇所が 14か所ある状況となっていた（参考図 2参照）。

このような事態が生じていたのは、離岸堤に係る施工が設計と相違したものとなっていた

のに、これに対する同町の監督及び検査が適切でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件離岸堤設置工事（工事費 5,302,500円）は、施工が設計と相違していたた

め、来襲する波を防ぐための所要の堤体断面が確保されていない状態になっており、工事の

目的を達しておらず、これに係る交付金 4,500,000円が不当と認められる。

（注 1） 離岸堤 海岸背後にある人命、資産を高潮及び波浪から防護することなどを目的とし

て、海岸線の沖側に設置する天端高が海面よりも高い海岸保全施設で、消波するこ

とにより越波を減少させるなどの機能を有するもの

（注 2） 朔望平均干潮位 新月、満月の日から前 2日後 4日以内に現れる各月の最低干潮位を

平均した水面高

（注 3） 朔望平均満潮位 新月、満月の日から前 2日後 4日以内に現れる各月の最高満潮位を

平均した水面高
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（参 考 図 1）

離岸堤位置関係概念図

（参 考 図 2）

堤体の施工断面図（例）

貸 付 金

（773）―

（778）
小規模企業者等設備導入資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）中小企業庁 （項）中小企業対策費

部 局 等 3経済産業局

国 の 貸 付 金 小規模企業者等設備導入資金貸付金

貸付けの根拠 小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和 31年法律第 115号）

貸付けの内容 設備資金貸付事業を行う貸与機関に対して小規模企業者等設備導入資

金の貸付けを行う都道府県に対する資金の貸付け

貸 付 先 3府県

府県の貸付先
（貸 与 機 関）

3財団法人

第
3
章

第
1
節

第
11

経
済
産
業
省

― 505 ―



貸与機関の貸付
件数

6件（ 6小規模企業者等）

貸与機関の貸付
金額の合計

98,551,000円（国の貸付金相当額 49,275,500円）

貸与機関の不当
貸付金額

69,184,302円

貸付けの目的に
沿わない国の貸
付金相当額

34,592,151円

1 貸付金の概要

中小企業庁は、小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和 31年法律第 115号）に基づき、小

規模企業者
（注 1）

等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸

付けを行う都道府県に対して、当該貸付けに必要な資金の 2分の 1以内の額を小規模企業者

等設備導入資金貸付金として無利子、無期限で貸し付けている
（注 2）

。

都道府県は、国の貸付金に自己資金等を合わせて資金を造成して、当該資金を、小規模企

業者等設備導入資金として、各都道府県に設置されている貸与機関
（注 3）

に貸し付けている。そし

て、貸与機関は、信用力や資金調達力がぜ
�

い
�

弱である小規模企業者等に対して設備の設置に

必要な資金を無利子で貸し付ける事業（以下「設備資金貸付事業」という。）を行っている。設

備資金貸付事業による貸付金額は、設備の設置に必要と認めた資金の額の 2分の 1以内の額

で 50万円以上 4000万円以下（中小企業経営革新支援法
（注 4）

（平成 11年法律第 18号）に基づき都道

府県知事等の承認を受けた経営革新に関する計画に従って設置される設備については 3分の

2以内の額で 66万円以上 6000万円以下）となっており、その償還期間は原則として 7年と

なっている。また、借主は、貸与機関から貸付金を受け取った後、貸付対象設備の代金のう

ち貸付金相当額を、 1か月以内に購入先へ支払うことなどとされている。

そして、借主は事業完了後に完了報告書を提出して、貸与機関はこれに基づいて事業の実

施状況を確認することとなっている。

（注 1） 小規模企業者 常時使用する従業員の数が 20人（商業・サービス業の場合は 5人）以

下の事業者

（注 2）「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律」（平成

11年法律第 222号。以下「改正法」という。）により中小企業近代化資金等助成法（以下「旧法」

という。）が小規模企業者等設備導入資金助成法に改正される平成 11年度以前において、

中小企業庁は、旧法に基づき、都道府県に対して中小企業設備近代化補助金を交付してい

た。そして、改正法附則第 5条の規定により、旧法により交付された補助金等で都道府県

が保有している資金は小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき国が都道府県に対して

貸し付けた資金とみなすこととされており（以下、この資金を「みなし貸付金」という。）、

19年度末において国が都道府県に貸し付けている資金はすべてみなし貸付金である。

（注 3） 貸与機関 民法（明治 29年法律第 89号）第 34条の規定により設立された法人であって、

設備資金貸付事業等を行うものをいう。

（注 4） 中小企業経営革新支援法 中小企業経営革新支援法は「中小企業経営革新支援法の一

部を改正する法律」（平成 17年法律第 30号）により「中小企業の新たな事業活動の促進

に関する法律」に改正された。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、事業が関係法令等に基づき適切に実施されて、その経理

は適正に行われているかに着眼して、25都道府県の 25貸与機関が設備資金貸付事業とし

て実施した 2,016件のうち 256件の貸付けについて、都道府県、貸与機関及び借主におい

て、完了報告書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、 3府県において、 3貸与機関が実施した 6小規模企業者等に対する 6

件計 98,551,000円の貸付けについて、借主が、貸付対象設備の代金のうち貸付金相当額を

所定の期限までに支払っていなかったり、設備を貸付対象事業費より低額で設置したりな

どしていた。このため、69,184,302円の貸付けが貸付けの目的に沿わない結果となってお

り、国の貸付金相当額 34,592,151円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、借主の本貸付制度に対する認識が十分でなかったこ

と、貸与機関の審査・確認及び府県の貸与機関に対する指導監督が十分でなかったことな

どによると認められる。

これを府県別・貸与機関別・貸付先別に示すと次のとおりである。

府 県 名 貸与機関 貸 付 先 貸付年月 貸付対象
事 業 費

貸付対象
として適
切でない
事業費

貸付けの
目的に沿
わない国
の貸付金
相当額

摘 要

千円 千円 千円

（773） 秋 田 県 財団法人
あきた企
業活性化
センター

製材業者 17.8 31,395
（20,930）

31,395
（20,930）

10,465 貸付対象
外

�同上に�
�対する�
�貸付金�
�額 �

�同上に�
�対する�
�貸付金�
�相当額�

のこ

この貸付けは、油圧式全自動送材車、帯鋸盤 2台の設置に必要な資金 31,395,000円（貸

付対象事業費同額）の一部として、20,930,000円を貸し付けたものである。借主は、新品

の油圧式全自動送材車、帯鋸盤 2台を設置したとしているが、実際は、これらの設備は、

すべて中古品であり貸付対象にならないものであった。

したがって、本件貸付金 20,930,000円は貸付けの必要がなかった。

（774） 同 財団法人
あきた企
業活性化
センター

食料品製
造業者

18.7 19,998
（13,331）

4,149
（2,764）

1,382 低額設置
及び貸付
対象外

くし

この貸付けは、クリーンルーム、きりたんぽ串入れ缶
（注 5）

等の設置に必要な資金 19,998,300

円（貸付対象事業費同額）の一部として、13,331,000円を貸し付けたものである。借主は、

クリーンルームを 15,010,800円、きりたんぽ串入れ缶を 1,312,500円でそれぞれ設置した

としているが、実際は、値引きを受けてこれより低額な 11,760,000円、1,207,500円で設

置していた。また、この 11,760,000円には貸付対象とならない修繕費 793,203円が含まれ

ていた。

したがって、適切な貸付金額を計算すると 10,566,198円となるので、本件貸付金額との

差額 2,764,802円が過大な貸付けとなっている。
くし

（注 5） きりたんぽ串入れ缶 ステンレス製の串を殺菌消毒する容器
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（775） 大 阪 府 財団法人
大阪産業
振興機構

プ ラ ス
チック製
容器製造
業者

15.8 29,000
（14,000）

18,624
（9,312）

4,656 無断処分

この貸付けは、真空成形機 1台の設置に必要な資金 29,000,000円（貸付対象事業費同額）

の一部として、14,000,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を平成 15年

7月に設置したとして上記の貸付けを受けていたが、18年 8月に、貸与機関に無断で別

の企業に譲渡していた。

したがって、この設備に係る貸付金のうち譲渡時点での貸付金残高 9,312,000円は、貸

付けの目的を達成していない。

（776） 福 岡 県 財団法人
福岡県中
小企業振
興 セ ン
ター

食堂・レ
ストラン
業者

15.7 54,596
（27,290）

54,596
（27,290）

13,645 貸付対象
外

ちゅう

この貸付けは、厨房機器等の設置に必要な資金 54,596,435円（貸付対象事業費同額）の

一部として、27,290,000円を貸し付けたものである。借主は、上記設備の代金を平成

15年 8月 31日までに支払うことにしていたが、実際は、同年 7月から 19年 6月までの

長期の割賦販売契約（48回払い）により設置するなどしており、貸付対象にならないもの

であった。

したがって、本件貸付金 27,290,000円は貸付けの必要がなかった。

（777） 同 財団法人
福岡県中
小企業振
興 セ ン
ター

製版業者 16.5 21,525
（10,000）

6,300
（2,387）

1,193 低額設置

この貸付けは、プレートセッター
（注 6）

1台等の設置に必要な資金 21,525,000円（貸付対象事

業費同額）の一部として、10,000,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を貸

付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、

実際は、15,225,000円で設置していた。

したがって、適切な貸付金額を計算すると 7,612,500円となるので、本件貸付金額との

差額 2,387,500円が過大な貸付けとなっている。

（注 6） プレートセッター 製版機器の一種で、パソコンで作成された原稿データを直接アル

ミプレートなどに焼き付けて印刷版を作成するもの

（778） 同 財団法人
福岡県中
小企業振
興 セ ン
ター

産業廃棄
物処理業
者

16.10 26,890
（13,000）

13,890
（6,500）

3,250 低額設置

この貸付けは、一括投入式焼却炉一式の設置に必要な資金 26,890,500円（貸付対象事業

費同額）の一部として、13,000,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を貸付

対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実

際は、13,000,000円で設置していた。
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したがって、適切な貸付金額を計算すると 6,500,000円となるので、本件貸付金額との

差額 6,500,000円が過大な貸付けとなっている。

（773）―（778）の計 183,405
（98,551）

128,954
（69,184）

34,592

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資

特別会計からの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示した

もの

部 局 等 経済産業本省

検 査 の 対 象 経済産業本省

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構本部

設 置 根 拠 法 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14年法律

第 145号）

独立行政法人新
エネルギー・産
業技術総合開発
機構鉱工業承継
勘定において平
成 19年度末に
保有する資金の
額

現金及び預金 5億 2437万余円

有価証券 16億 9853万余円

投資有価証券 155億 9078万余円

合計 178億 1369万余円

独立行政法人新
エネルギー・産
業技術総合開発
機構鉱工業承継
勘定における政
府出資金の全体
額

183億 1236万円（背景金額）（平成 15年度～19年度）

【意見を表示したものの全文】

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資特

別会計からの出資金の規模等について

（平成 20年 10月 31日付け 経済産業大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

第
3
章

第
1
節

第
11

経
済
産
業
省

府 県 名 貸与機関 貸 付 先 貸付年月 貸付対象
事 業 費

貸付対象
として適
切でない
事業費

貸付けの
目的に沿
わない国
の貸付金
相当額

摘 要

千円 千円 千円

�同上に�
�対する�
�貸付金�
�額 �

�同上に�
�対する�
�貸付金�
�相当額�

― 509 ―



1 基盤技術研究促進センター及び鉱工業承継勘定の概要

� 基盤技術研究促進センターからの承継の状況

新エネルギー・産業技術総合開発機構（平成 15年 10月以降は、独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構。以下「機構」という。）は、15年 4月 1日に基盤技術研究促

進センター（以下「基盤センター」という。）から、資産 283億 9373万余円、負債 99億 8032

万余円及び資本として産業投資特別会計等からの出資金 188億 6688万余円（産業投資特別

会計からの出資金 183億 1236万余円、民間等からの出資金 5億 5452万余円）を承継して

いる。

基盤センターは、基盤技術研究円滑化法（昭和 60年法律第 65号）に基づき、民間が行う基

盤技術に関する研究開発支援のための推進機関として昭和 60年 10月に設立されて、産業

投資特別会計からの出資を受けて、主として複数の民間企業と共同で設立する研究開発会

社に出資を行い、民間の共同研究による基盤技術研究を支援していた。また、基盤技術研

究に対する支援の一部は融資による方法で実施していた。

その後、貴省及び総務省は、基盤技術研究の促進に一定の成果はあったものの、次のよ

うな理由により、基盤センターによる基盤技術研究の促進を図るための制度の見直しを

行った。

� 競合する企業間で実用化の最終段階まで共同研究を継続することは難しいなどの要因

により、出資金の回収が困難であることが明らかになってきたこと

� 基盤センターの会計処理上、出資による研究開発費の支出を資産として計上すること

とされていたが、この種の支出は費用化すべきであるとする近年の企業会計基準にそぐ

わなくなったこと

見直しの結果、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律（平成 13年法律第 60号。以

下「改正円滑化法」という。）により、新しい枠組みによる民間の基盤技術研究に対する支援

制度、基盤センターの解散等が規定されることとなった。

基盤センターの解散は、改正円滑化法公布の日から 2年以内と規定されて、それまでの

間は、既存事業を廃止して事業の清算を実施することとされた上、基盤センターは平成

15年 4月 1日に解散した。解散に当たっては、改正円滑化法附則第 3条第 2項の規定に

基づいて、解散時の資本金 3148億 4425万円から、出資事業により取得した株式の取得に

要した費用総額 2856億 7015万円とこれを処分したことにより得られた収入総額 91億

3048万余円との差引額である 2765億 3966万余円を出資がなかったものとして償却し

て、383億 0458万余円が承継する資本金とされた。承継する資本金については、機構に

188億 6688万余円、通信・放送機構（16年 4月 1日以降は独立行政法人通信総合研究所と

統合して独立行政法人情報通信研究機構）に 194億 3769万余円がそれぞれ承継された。そ

して、基盤センターは、一切の権利及び義務を機構及び通信・放送機構に承継して、事業

の清算を完了した。

� 鉱工業承継勘定の状況

機構に承継された資産等は表 1の開始貸借対照表のとおりとなっている。
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表 1 承継時（平成 15年 4月 1日）の開始貸借対照表 （単位：百万円）

借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

� 流動資産 4,491 � 流動負債 611
現金及び預金 4,038 未払金 3
仮払金 1 未払費用 605
前払費用 4 預り金 2
未収収益 422 � 固定負債 9,369
未収金 5 長期借入金 9,322
その他の流動資産 36 退職給付引当金 46
貸倒引当金 � 17 負 債 合 計 9,980

� 固定資産 23,901 （資本の部）
1 事業資産 10,343 � 資本金 18,866

出資金 958 政府出資金 18,312
貸付金 10,004 日本政策投資銀行出資金 251
貸倒引当金 � 619 民間出資金 302

2 有形固定資産 � 剰余金（�欠損金） � 453
器具・備品 1 融資事業資産損失 � 439

3 無形固定資産 その他の損失 � 14
電話加入権 1 資 本 合 計 18,413

4 投資その他の資産 13,555
長期性預金 1,000
投資有価証券 12,134
敷金・保証金 420

資 産 合 計 28,393 負 債・資 本 合 計 28,393

資産の主なものは、出資事業の出資金 4社 9億 5883万余円、融資事業における貸付金

の元本残高 70社 100億 0465万余円が事業資産として計上されたほか、現金及び預金 40

億 3868万余円、投資有価証券 121億 3478万余円が計上された。負債の主なものは、貸付

金の原資としての長期借入金 93億 2245万余円が計上されて、また、資本金として、政府

出資金 183億 1236万余円を含む 188億 6688万余円が計上された。

基盤センターから承継した政府出資金等は、改正円滑化法附則第 3条第 1項の規定によ

り、承継した株式処分業務及び債権管理回収業務（以下、両業務を合わせて「承継業務」と

いう。）に必要な資金に充てるものとされて、機構は承継業務について、鉱工業承継勘定を

設けて区分経理している。

機構は、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）に基づき、中期目標期間の 5年間

（第 1期 15年度下期から 19年度、第 2期 20年度から 24年度）に係る中期計画を作成し

て、独立行政法人評価委員会の意見を聴いた貴省の認可を受けて、同計画に沿った業務運

営を行っている。

そして、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14年法律第 145号。

以下「機構法」という。）附則第 10条は、承継業務を終えたときは、これらを区分経理して

いる鉱工業承継勘定を廃止して、また、その際、債務を弁済してなお残余財産があるとき

は、出資額を限度として出資者に分配することと規定しており、分配した後に残余財産が

あるときは、国庫に納付することとしている。
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2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

政府は、「経済財政改革の基本方針 2007」（平成 19年 6月 19日閣議決定）において、現行の独

立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、制度創設後の様々な改革と整合的なものと

なっているかなどについて、原点に立ち返って見直すこととして、同方針に基づき、「独立

行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」（平成 19年 8月 10日閣議決定）を定めて、事

務・事業の見直し、随意契約の見直し、保有資産の見直しなどを掲げた「独立行政法人整理

合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）を策定した。

同計画は、保有資産の見直しとして、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の

国庫返納を行うとともに、既存貸付金の売却、証券化の検討及び促進、不良化している貸付

けの早期処分等により金融債権について圧縮の方向で見直しを行うこととしている。

また、政府は、20年 4月に、独立行政法人通則法改正法案を第 169回国会に提出してお

り、同法案には、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化などにより、その保

有する重要な財産であって主務省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で

必要がなくなったと認められる場合には、当該財産（以下「不要財産」という。）で政府からの

出資に係るものについては、主務大臣の認可を受けてこれを国庫に納付するものとするなど

と規定されており、さらに、国庫返納に伴う減資等についても所要の規定が設けられてい

る。

そこで、経済性、有効性等の観点から、機構が基盤センターから承継した出資金の額が承

継業務の規模に比べて適切なものとなっているかなどに着眼して、貴省及び機構において、

機構が基盤センターから承継した資産等を対象に、関係書類の提出を受けるとともに、鉱工

業承継勘定の業務の実施状況及び業務に関する指導・監督状況等の説明を聴取するなどして

会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 承継業務の状況

ア 株式処分業務の状況

株式の保有及び処分の状況の推移は、図 1のとおり、出資先会社 4社の株式につい

て、15年 4月の承継時の開始貸借対照表における計上価額は 9億 5883万余円であった

が、15年 10月の機構の独立行政法人化に伴い、出資先会社の純資産額を基にした評価

換えを行ったことにより、評価額は 3億 3897万余円となり、評価損 6億 1985万余円が

発生している。また、その処分については、19年 6月までに 4社の株式を合計 3億

0087万余円で売却して業務を終了しており、売却損は 3809万余円となっている。
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図 1 株式の保有及び処分の状況の年度別推移

イ 債権管理回収業務の状況

債権管理回収業務の年度別実績及び見込みは、中期計画等によれば図 2のとおりと

なっている。

図 2 貸付先会社数、貸付金元本残高、借入金元本残高の実績及び見込み

（注） 平成 19年度までは回収実績、20年度以降は回収見込み
19年度末現在で貸倒懸念債権、破産更生債権等に分類されている 4社の貸付債権は、

20年度以降の回収見込額を計上していないため、25年度に貸付先会社数 4社、貸付金元
本残高が 1億 3357万余円計上されている。
なお、当該貸倒懸念債権は、連帯債務者による少額弁済が行われているもの及び一時返

済が延滞し現在は延滞が解消しているものの、今後の債務の弁済に問題が生じる可能性が

あるものであり、当該破産更生債権等は、担保売却や代位弁済により一部回収されている

ものの延滞が続いているものである。

貸付金の貸付先及び元本残高は、15年 4月の承継時に 70社 100億 0465万余円で

あったが、19年度末時点で 27社 17億 0085万余円（一般債権 23社 15億 6728万余円、

貸倒懸念債権 3社 1億 2328万余円、破産更生債権等 1社 1029万円）となっており、承

継時と比較して会社数で 61.4％、貸付額で 83.0％減少している。

貸付金元本は、20年度から 23年度までの各年度におおむね 3億円から 5億円の回収

が見込まれており、第 2期中期計画の最終年度である 24年度に 4社から 2270万余円

を、25年度に 1社から 229万余円を回収して業務を終了することにしている。
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また、貸付金の原資である産業投資特別会計からの借入金は、第 2期中期計画期間中

の 23年度上期に償還を終了することにしており、年々業務規模が縮小していくことは

明確である。

� 鉱工業承継勘定の損益の状況

15年度から 19年度までの業務運営の実績は表 2のとおりとなっている。

表 2 業務運営実績内訳の年度別推移 （単位：百万円）

区 分

平成 15

16 17 18 19上 期
（15. 4 . 1

～
15. 9 .30）

下 期
（15.10. 1

～
16. 3 .31）

合 計

（経常費用） 906 271 1,178 453 326 261 183

業務費 33 ― 33 32 ― ― ―

一般管理費 95 88 183 135 127 127 99
財務費用

支払利息 217 180 397 285 199 133 83
引当金繰入 560 ― 560 ― ― ― ―

雑損 ― 2 2 0 0 0 0

（経常収益） 852 198 1,050 369 311 295 279

業務収益 104 92 196 158 98 73 44
貸付金利息収入 92 86 178 141 73 49 34
その他の業務収入 11 5 17 17 25 23 9
財務収益 99 103 203 207 209 218 233
受取利息 0 11 11 22 23 13 12
受取配当金 ― 0 0 1 2 0 ―

有価証券利息 99 92 192 183 183 204 220
引当金戻入 637 ― 637 ― ― ― ―

雑益 10 2 12 3 4 3 2

経常利益（�経常損失） � 54 � 73 � 127 � 83 � 14 34 96

（臨時損失） 68 ― 68 28 41 0 0

（臨時利益） ― 36 36 143 34 60 21

当期純利益（�当期純損失） � 122 � 36 � 159 30 � 21 94 117

�次期繰越欠損金 ― ― � 762 � 732 � 754 � 659 � 542

（注） 平成 15年度の機構の財務書類は、15年 10月 1日に独立行政法人に移行したこと、新しい会計
基準を採用したことなどにより、上期（15. 4 . 1～15. 9 .30）と下期（15.10. 1～16. 3 .31）に分割されて
いる。

15年度の合計欄は、年度別に比較するために、上期の計上科目及び金額を下期の科目に合わせ
て合算したものである。

一般管理費が年々減少していて、支払利息も貸付金の原資である長期借入金の縮小に

伴って減少しているために、経常費用の総額は年々減少傾向にある。

また、有価証券利息が 16年度及び 17年度に 1億 8000万円程度で推移して、18年度で

2億 0451万余円、19年度 2億 2093万余円に増加しているものの、貸付金利息収入が貸

付金の元本残高の縮小に伴って減少しているために、経常収益の総額は年々減少傾向にあ

る。
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そして、経常費用の減少額より経常収益の減少額が少ないために、経常損失が年々減少

して、18年度は 3417万余円、19年度は 9669万余円の経常利益が計上されるに至ってい

る。

臨時損益を加味して純利益が計上されているのは 16年度、18年度及び 19年度である

が、各年度の利益は、承継前に基盤センターが貸付金の元本を減免したことなどにより生

じた欠損金や承継後の株式評価損等から生じた欠損金の処理に充てられており、19年度

は 1億 1786万余円が充てられて、繰越欠損金を 5億 4202万余円計上している。

� 保有資金の運用の状況

鉱工業承継勘定の現金及び預金、預託金、投資有価証券等
（注）

の残高の状況は、図 3のとお

りである。

図 3 資金の保有内訳の年度別推移

18年度において、財政融資資金の預託金が満期を迎えたために 10億円減少しており、

また、現金及び預金が前年度から 3億 2849万余円減少する一方、投資有価証券等が前年

度から 19億 3427万余円増加して 152億 7545万余円となっている。さらに、19年度にお

いても現金及び預金が前年度から 17億 8742万余円減少する一方、投資有価証券等が前年

度から 20億 1386万余円増加して、172億 8931万余円となっている。

18、19両年度において、現金及び預金の計上額が減少する一方、投資有価証券等が増

加しているのは、株式処分業務が終了したり、債権管理回収業務の規模が大幅に縮小した

りしたために、当面の運営資金である現金等の需要が低くなり、これらを投資有価証券等

で運用したことなどによると認められる。

（注） 投資有価証券等には、固定資産に計上される満期保有を目的とした有価証券のほかに、残

存償還期間が 1年未満となり流動資産に計上されることとなった当該有価証券が含まれる。

保有している投資有価証券等の種類は、社債（電力債等）、政府保証債、公団公庫債等であ

る。

そして、投資有価証券等の計上額が増加したことによる収益への影響は、図 4のとおり

である。
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図 4 財務収益と経常費用の年度別推移

経常収益の総額は年々減少傾向にあるものの財務収益が増加しているのは、投資有価証

券等の計上額が毎年増加していることに伴い有価証券利息が増加しているためである。ま

た、経常費用との関係を見ると、経常費用の総額は年々減少傾向にあり、19年度には財

務収益が経常費用を上回る結果となっている。

（改善を必要とする事態）

承継業務の規模が大幅に縮小していることなどから、承継業務に充てるべきものとされた

政府出資金 183億 1236万余円の大部分を投資有価証券等の形で保有し続けている事態は、

現下の財政状況等にかんがみると、国の資産の有効活用の面から適切とは認められず、出資

金の額を適切な規模にする検討を行うなどの改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴省及び機構において、機構法では、勘定の廃止時に

残余財産は出資額を限度として出資者に分配するなどの規定となっており、出資金の規模を

適切なものとする相応の減資を行い、国からの出資金を国庫に返納するという規定がない現

状において、業務規模の縮小に応じて、承継業務に充てるための出資金を適切な規模とする

などの検討を行っていなかったことによると認められる。

3 本院が表示する意見

株式処分業務は 19年 6月で終了しており、また、債権管理回収業務は、承継時に 100億

0465万余円計上されていた貸付金元本残高が 19年度末時点において 17億 0085万余円まで

減少している。そして、貸付金の原資である産業投資特別会計からの借入金の償還は 23年

度中に終了することになっている。

このように、承継業務の規模が年々縮小していくことが明らかであるにもかかわらず、機

構は、機構法に基づき、貸付債権の最終償還時である 25年度を目途として、政府出資金

183億 1236万余円を全額保有し続けることになる。

ついては、貴省において、独立行政法人整理合理化計画に従った保有資産の見直しの中

で、機構の鉱工業承継勘定における保有資金について、不要財産かどうかの見極めを行うな

どして、出資金の額の適切な規模を検討して、関係機関と調整の上で、出資金の減資を行う

ことにより生ずる資金の国庫返納を可能とする検討を行うよう意見を表示する。
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（ 2） エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定において、過年度の不用額の発生要因を

十分に見極め、歳出予算の見積りを行う際に反映させるなどして剰余金を減少させる

よう意見を表示したもの

会 計 名 エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）

（平成 18年度以前は石油及びエネルギー需給構造高度化対策

特別会計（石油及びエネルギー需給構造高度化勘定））

部 局 等 資源エネルギー庁

エネルギー需給
勘定の概要

石油石炭税等を財源として行われる燃料安定供給対策及びエネルギー

需給構造高度化対策に関する経理を区分して行うために設置されてい

る勘定

収納済歳入額 2兆 3316億円（平成 19年度）

支出済歳出額 2兆 0304億円（平成 19年度）

決算における剰
余金の全体額

2491億円（背景金額）（平成 19年度）

【意見を表示したものの全文】

エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について

（平成 20年 10月 31日付け 経済産業大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 決算状況の概要

� エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定の概要

国は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）に基づき、受益者負担の考え方に基

づき課される石油石炭税等を財源として行われる燃料安定供給対策及びエネルギー需給構

造高度化対策に関する政府の経理を明確にするために、エネルギー対策特別会計エネル

ギー需給勘定（平成 19年 3月 31日以前は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会

計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定。以下「エネルギー勘定」という。）を設置して、

区分して経理している。

� エネルギー対策の概要

エネルギー勘定においては、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策の二

つのエネルギー対策を行っている。燃料安定供給対策は、石油、天然ガス及び石炭の安定

的かつ低廉な供給の確保を図るために、石油及び天然ガス等の開発、石油備蓄等の措置を

講ずるものである。エネルギー需給構造高度化対策は、内外の経済的社会的環境に応じた

安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図るために、省エネルギー、新エネル

ギー対策等の措置及びエネルギー起源二酸化炭素排出抑制対策等の措置を講ずるものであ

る。

� エネルギー対策の主な財源

エネルギー対策において、その事業等に要する経費の主な財源は、石油石炭税、石油証

券及借入金収入及び国家備蓄石油売払代である。
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石油石炭税は、石油石炭税法（昭和 53年法律第 25号）に基づき、原油等に対して課される

税で、一般会計に収納された後、必要額がエネルギー勘定に繰り入れられて、エネルギー

対策の財源として使用される。

一般会計からの繰入れは、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額と前年度以前の各年

度の石油石炭税の決算額等の合算額から前年度以前の各年度の一般会計から繰り入れた決

算額等の合算額を控除した額に相当する額を、予算で定めるところにより、繰り入れるも

のとするとされている。そして、当該年度におけるエネルギー対策に要する費用の見込額

等に照らしてその金額の一部について繰り入れる必要がないと認められるときには、当該

年度においては、当該一部の金額について繰り入れないことができることとされている。

なお、この一般会計から繰り入れないこととした税収は、資金又は積立金として一般会計

に留保されていたり滞留していたりするものではなく、一般会計の財源の一部として活用

される。

石油証券及借入金収入は、15年度以降、石油証券の発行、財政融資資金等からの借入

れにより調達されている財源である。借入金の対象経費は、国家備蓄に係る石油・石油ガ

スの購入、国家備蓄施設の設置に要する費用とされている。

国家備蓄石油売払代は、備蓄石油・石油ガスの緊急時や油種入替時の放出に係る売払い

による収入である。備蓄石油、石油ガスは放出後補充が行われて、収入金は売払い後の石

油・石油ガスの補充のための購入費に見合うものとなる。

� 歳入歳出決算

本院は、平成 14年度決算検査報告において、エネルギー勘定に多額の剰余金が生じて

いることを取り上げて、（項）石油安定供給対策費（19年度からは（項）燃料安定供給対策費

の一部）を中心として相当額の不用額が生じている状況が長期間継続して繰り返されてい

ることがその主な要因となっていることなどから、剰余金の減少策等について検討するこ

とが望まれる旨を、「特定検査対象に関する検査状況」として掲記したところである。

その後の特別会計を取り巻く環境の変化の主なものを挙げれば、�17年の石油公団の

廃止に向けて、同公団が行っていた国家石油備蓄事業を国有化して、備蓄に伴う借入金等

による財源調達を 15年度からエネルギー勘定で承継、�エネルギー分野における地球温
暖化対策の充実・強化、�19年度に特別会計の制度改正が行われて、繰越しについて

は、事故繰越と明許繰越以外は認められないことになったことである。

そして、14年度から 19年度までのエネルギー勘定の歳入歳出決算状況をみると、表 1

のとおりである。
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表 1 エネルギー勘定の決算状況 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

収納済歳入額 � 9,443 15,925 21,823 25,499 21,934 23,316

支出済歳出額 � 4,553 11,322 17,510 21,808 19,285 20,304

決算剰余金 �＝�－� 4,889 4,603 4,312 3,690 2,648 3,011

翌年度繰越額財源 � 1,244 991 684 1,103 1,168 520

剰余金 �＝�－�
（純剰余金）

3,645
（1,828）

3,611
（1,338）

3,628
（1,010）

2,587
（614）

1,480
（637）

2,491
（733）

（参考）

一般会計歳入・石油石炭税決算額 4,634 4,783 4,802 4,931 5,117 5,128

エネルギー勘定（項）一般会計より受入 4,456 4,410 3,965 3,943 3,765 4,538

注� 平成 15年度以降、国家石油備蓄事業が国有化されたことに伴って、原油購入や国家備蓄基地の
建設等に充てるために借入金等により財源調達を行っていて、歳入歳出の規模が大きくなっている。

注� 剰余金のうち、翌年度歳入予算の「前年度剰余金受入」に計上されている額を控除した額は当年度

の「純剰余金」とされている。

注	 石油石炭税は、平成 14年度以前は石油税

収納済歳入額と支出済歳出額との差額である決算剰余金から翌年度繰越額財源を差し引

いた額（以下「剰余金」という。）の発生状況は、減少傾向にはあるものの、依然として高い

水準で推移している。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

上記のことから、効率性、有効性等の観点から、多額の剰余金が生じている要因を分析し

た上で、歳出における予算の積算や執行が適切に行われているか、一般会計から繰り入れら

れた財源が効果的に活用されているかなどに着眼して検査した。

14年度から 19年度までのエネルギー勘定の決算を対象として、経済産業省資源エネル

ギー庁、環境省及び資源エネルギー庁の補助金交付先等において、予算・決算関係書類、予

算執行関係書類等により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

� 剰余金の概要

歳入予算額と歳出予算額が同額である特別会計においては、剰余金は、予算額に対する

決算額における歳入の増減額（歳出の増加を伴うものを除く。）と歳出の不用額の合計額で

ある。歳入歳出予算が同額であるエネルギー勘定についてこれを整理すると、図 1のとお

りであり、歳入における（項）雑収入の増加及び（項）前年度剰余金受入の増加のうち前年度

繰越額財源を控除した額並びに歳出において発生する不用額の一部が剰余金の発生要因に

なっている。
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図 1 エネルギー勘定の決算額と剰余金の関係

14年度から 19年度までのエネルギー勘定の剰余金の発生状況は、図 2のとおりであ

る。

図 2 剰余金の発生要因別状況

� 歳入増額要因による剰余金

ア 前年度純剰余金を要因とする剰余金

前年度の剰余金は、図 3のとおり、エネルギー勘定の当年度の歳入に繰り入れられた

後、当年度の剰余金の一部となり翌年度の歳入予算に計上される。なお、前年度の歳入

増額等であらかじめ当年度の予算編成前に剰余金の発生が確定したものは、当年度の歳

出財源として当年度歳入予算に計上する処理（以下、このような処理を行った剰余金の

額を「前年度歳入増等見込額」という。）を行っている。したがって、当年度の歳入決算額

において、前年度の剰余金から前々年度純剰余金及び前年度歳入増等見込額を控除した

額（以下「前年度純剰余金」という。）が当年度の剰余金の発生要因の一部になっている。

この前年度純剰余金は、主に前年度の不用額に起因したものである。前年度純剰余金を

要因とする剰余金の額は、図 2のとおり、減少傾向で推移していて、14年度 1817億円

に対して 19年度 637億円と 1179億円減少している。
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図 3 当年度の剰余金と翌年度以降の決算における前年度剰余金との関係（概念図）

イ 雑収入の増額を要因とする剰余金

エネルギー勘定では、表 2のとおり、15年度以降、石油公団等の改革に伴う出資回

収金等の収入により（項）雑収入の増が不規則に生じていて、剰余金の発生要因になって

いる。前記のように、これらの収入による剰余金については、翌年度の予算編成前に、

予算額に対する増額が確定した部分は、そのほとんどを翌年度予算で前年度歳入増等見

込額として計上している。このため、翌年度予算では、前年度歳入増等見込額の分だけ

一般会計からの繰入れなどによる財源手当が不要となっている。

表 2 雑収入増額要因の剰余金の状況 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

雑収入増額要因の剰余金 15 167 1,077 803 262 1,147

うち NEDO出資回収金 ― 75 ― ― ― ―

うち NEDO資産承継収入 ― 73 ― ― ― ―

うち石油公団出資回収金 ― ― 1,054 321 ― ―

うち石油公団資産承継収入 ― ― ― 80 ― ―

うち石油公団承継債権整理収入 ― ― ― 251 102 239

うち石油公団承継株式配当金収入 ― ― ― 113 135 83

うち石油公団承継株式売払収入 ― ― ― ― � 5 815

（参考）
前年度歳入増等見込額とした額 ― 445 1,279 962 228 1,120

（注） NEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization） 新エネルギー・

産業技術総合開発機構

� 不用額要因による剰余金

ア 不用額要因による剰余金の概要

エネルギー勘定では、表 3のとおり、毎年度 1000億円を上回る多額の不用額が発生

している。このうち借入金対象経費となっている国家備蓄石油の購入費等については、

購入が行われないと不用額が発生するが、一方で借入れも行われないため剰余金は発生

しない。また、油種入替えなどに伴う国家備蓄石油、石油ガス補充のための購入費につ
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いても、油種入替えなどを実施しない場合に不用額が発生するが、備蓄石油売払代も発

生しないため、結果として、剰余金が発生しないようになっている（以下、借入れ又は

備蓄石油売払代を財源とする経費の不用額を「借入金対象経費分等」という。）。一方、石

油石炭税等を財源とする経費については、歳入予算額と同額で一般会計から財源を受け

入れていることなどから、歳出の執行がされない場合に、その不用額が剰余金となる。

不用額を要因とする剰余金の状況は、表 3及び図 4のとおりであり、14年度 1812億

円であったものが、19年度 706億円と 1105億円減少している。しかし、その内訳につ

いてみると、不用額要因による剰余金を大きく減少させているのは、石油公団改革に関

連して同公団に対する交付金、出資金及び補給金が廃止されたことなどによるものであ

る。また、17年度から 19年度の各年度において、（目）又は（目）の内訳（以下「目細」と

いう。）において 5億円以上の不用額が発生しているものが（項）燃料安定供給対策費及び

（項）エネルギー需給構造高度化対策費の 2項に 20目 34目細あり、これらの費目につい

ては、依然として多額の不用額が発生している。そして、不用額要因の剰余金は、前記

のとおり、前年度純剰余金の主たる要因にもなっている。

表 3 不用額要因の剰余金の状況 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

不用額 �＝�＋� 1,812 4,398 2,122 1,246 1,913 3,083

うち借入金対象経費分等 �
（注） ― 2,782 910 473 1,310 2,376

不用額要因の剰余金 � 1,812 1,615 1,212 773 603 706

うち（目）石油公団交付金 480 77 55 ― ― ―

うち（目）石油公団出資金 336 148 ― ― ― ―

うち（目）石油公団備蓄増強対
策補給金 87 0 ― ― ― ―

うち（目）石油備蓄事業融資等補
給金のうち（目細）石油備蓄事業
融資償還補給金

124 165 ― ― ― ―

うち 20目 34目細に係る分 509 528 597 478 476 441

うちその他 274 696 560 294 127 265

（注） 借入金対象経費分等は、国家備蓄石油増強対策事業費、国家備蓄石油管理等委託費、

石油ガス国家備蓄基地建設委託費及び国債整理基金特別会計へ繰入の計 4目の大部分で
ある。
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図 4 不用額要因の剰余金の推移表

イ 石油公団改革関連の不用額の状況

平成 14年度決算検査報告では、（目）石油公団交付金、（目）石油公団出資金の不用額

が剰余金発生の大きな要因の 1つになっているとしていた。

石油公団交付金に係る不用額は、表 3のとおり、16年度まで多額に発生していた

が、国家石油備蓄事業の国有化により、前記のとおり、現在は、これらの財源は主とし

て借入金等で対応することとされていて、剰余金は発生しないことになった。

石油公団出資金に係る不用額は、表 3のとおり、15年度まで多額に発生している。

石油公団出資金は、石油公団が行う石油・可燃性天然ガス資源の開発等の事業に係る経

費として同公団に出資されたもので、探鉱投資等事業出資金等の不用額が多額に上って

いたものである。現在は、17年度に石油公団が廃止されたことから、これらの業務を

行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対して（項）独立行政法人石油天然

ガス・金属鉱物資源機構出資として予算額の全額が出資されていて、エネルギー勘定の

決算上は不用額として現れてこないことになる。

ウ 34目細に係る不用額の状況

石油公団改革関連の不用額を除いた不用額では、表 3及び図 4のとおり、20目 34目

細に係る不用額が多額となっており、しかも 14年度以降ほぼ横ばいで推移していて、

19年度においても 441億円に上っている。

34目細について、予算現額に対する不用額の割合（以下「不用率」という。）をみると、

表 4のとおり、不用率が 20％を超えるものが 19年度では 16目細あり、中には不用率

20％を超える状態が 3年以上継続しているものもある。

表 4 34目細に係る年度別不用率分布状況

不用率

年度
0～9
％

10～19
％

20～29
％

30～39
％

40～49
％

50～59
％

60～69
％

70～79
％

80～89
％

90～100
％
合計 うち 20％超

小計

平成 14年度 8 8 3 3 1 ― ― 1 1 ― 25 9

15年度 7 11 6 1 1 ― ― 1 1 ― 28 10

16年度 9 12 3 1 1 1 1 2 1 ― 31 10

17年度 10 6 3 3 4 3 1 ― 1 2 33 17

18年度 14 8 1 3 2 2 3 ― ― ― 33 11

19年度 10 4 6 4 ― 1 1 ― 2 2 30 16

（注） 合計が 34にならないのは、年度ごとに目細の出入りがあるため。
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34目細の不用額について主な発生要因別に整理すると、次のような状況となってい

た。

� 過年度の実績等を十分考慮しないまま予算額を見積もっているため、不用額が継続

して発生しているもの

34目細のうち 13目細は、予算上見積もった件数や単価と実績との間にか
�

い
�

離が生

じたため不用額が継続して発生しているもので、これらの年度別不用額の合計は表 5

のとおりである。これらは、予算額の見積りに当たり実績を考慮した件数、単価に基

づいて積算を行っていなかったためである。

表 5 年度別不用額の合計 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

13目細の不用額計 191 200 241 203 139 140

（注） 13目細は、石油資源開発等支援委託費、石油製品需給適正化調査
委託費、石油エネルギー高効率利用促進事業費補助金、石油製品販売

業構造改善対策事業費補助金、石油ガス流通合理化対策事業費補助

金、石油製品販売業環境保全対策事業費補助金、新エネルギー・省エ

ネルギー設備導入促進指導事業委託費、地域新エネルギー・省エネル

ギービジョン策定等事業費補助金、エネルギー多消費型設備天然ガス

化推進等補助金、住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事

業費補助金、エネルギー使用合理化支援事業費補助金、グリーン物流

パートナーシップモデル事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金である。このうち、石油資源開発等支援委託費、石油製

品需給適正化調査委託費及び石油製品販売業環境保全対策事業費補助

金は、態様�にも含まれている目細である。

（注）

このうち、14年度から 19年度までに多額の不用額が発生した上位 5目細をみる

と、表 6のとおりである。

表 6 態様�に係る平成 14年度から 19年度までに不用額が発生した上位 5目細 （単位：億円）

年 度
目 細

平成
14 15 16 17 18 19 合計

石油製品販売業構造改善対策事業費補助金 140 30 38 29 20 2 262

石油製品販売業環境保全対策事業費補助金（注） 0 79 80 44 11 0 217

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金 12 26 24 24 17 40 146

石油資源開発等支援委託費（注） 17 25 52 29 6 5 137

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 ― 3 11 11 33 39 99

（注） 態様�にも含まれる目細

上記の態様について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例 1＞ （経済産業省所掌）石油製品販売業構造改善対策事業費補助金について
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表 7 決算の状況 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

当 初 予 算 額 192 92 50 49 31 20

前年度繰越額 1 22 6 ― ― ―

歳出予算現額 A 193 114 56 49 31 85

支出済歳出額 31 78 18 20 11 82

翌年度繰越額 22 6 ― ― ― ―

不 用 額 B 140
（ 7）

30
（12）

38
（32）

29
（23）

20
（18）

2
（ 2）

不 用 率 B/A 72.4％ 26.6％ 68.2％ 59.5％ 64.2％ 3.0％

注� 平成 19年度に不用額が大幅に減少しているのは、原油高の影響を受けている揮発油販売業者の
支援を目的として、当該販売業者の経営合理化等に必要な借入れの債務保証を行うために、構造改

善円滑化事業費等の一部を振り替えて、揮発油販売業経営合理化対策事業として、社団法人全国石

油協会に設置していた揮発油販売業経営合理化基金の積み増しを行ったことなどによる。

注� 不用額欄の括弧書きは、構造改善円滑化事業に係る不用額で内数である。

この補助金は、石油製品販売業において、その経営の安定、体質の強化を目的と

して、石油販売業者の経営高度化等を図るための事業、事業環境整備を支援するた

めの事業等に対して補助を行うものであり、構造改善円滑化事業、特定石油製品販

売施設撤去等支援事業、揮発油販売業経営合理化対策事業等がある。

このうち、災害対応型の給油所普及等を行う構造改善円滑化事業は、予想される

事業者からの補助金交付申請件数（以下、これを「見込件数」という。）及び補助事業

1件当たりに必要な事業費（以下、これを「見積単価」という。）を見込んで予算額を

見積もったとしていた。

しかし、平成 15年度から 17年度においては実績件数が見込件数を下回り、ま

た、18年度及び 19年度においては補助事業 1件当たりの実績単価が見積単価を下

回るなどしていて、不用額が継続して発生している。これは、過年度の事業採択件

数等の実績を十分考慮して予算額を見積もるなどしていなかったためである。

� 不測の事態に備えるなどのための上乗せ分が実績を反映していなかったなどのた

め、不用額が発生したもの

34目細のうち 3目細は、前年度の実績額等に上乗せ分を加えた予算上の見積額と

実績額等との間にか
�

い
�

離が生じたため、不用額が発生したもので、これらの年度別不

用額の合計は表 8のとおりである。これらは、予算額の見積りに当たり上乗せ分につ

いて過去の実績等を勘案して積算していなかったためである。

表 8 年度別不用額の合計 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

3目細の不用額計 125 60 89 62 24 21

（注） 3目細は、石油貯蔵施設立地対策等交付金、石油・石油ガス備蓄増
強利子補給金及び石油備蓄事業補給金である。

（注）

これらの 14年度から 19年度までに発生した不用額を目細別にみると、表 9のとお
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りである。

表 9 態様�に係る平成 14年度から 19年度までに不用額が発生した 3目細 （単位：億円）

年 度
目 細

平成
14 15 16 17 18 19 合計

石油・石油ガス備蓄増強利子補給金 70 53 33 28 3 14 204

石油備蓄事業補給金 44 2 51 26 12 2 139

石油貯蔵施設立地対策等交付金 10 5 4 7 7 3 38

上記の態様について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例 2＞ （経済産業省所掌）石油貯蔵施設立地対策等交付金について

表 10 決算の状況 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

当 初 予 算 額 69 65 64 64 63 61

前年度繰越額 0 0 0 0 0 0

歳出予算現額 A 69 66 65 65 63 61

支出済歳出額 58 59 60 57 55 57

翌年度繰越額 0 0 0 0 0 ―

不 用 額 B 10 5 4 7 7 3

不 用 率 B/A 15.2％ 8.2％ 6.5％ 10.8％ 12.1％ 5.9％

この交付金は、石油貯蔵施設の立地の円滑化に資することを目的として、石油貯

蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備を図るために、立地及び周辺市町

村等に交付するものである。

この交付金のうち、既設の石油貯蔵施設を対象とするものについては、交付年度

の前年度末の貯蔵量に基づいて算定した額を毎年度の交付限度額として、立地市町

村等からの申請に応じて交付している。そして、当年度の予算額の見積時には、前

年度末時点の石油貯蔵施設の貯蔵量を予測することが困難であるとして、前々年度

末時点の石油貯蔵施設の貯蔵量を積み上げて算定した額にその 2.5％を上乗せして

いた。また、新増設の石油貯蔵施設を対象とするものについても同様な上乗せをし

ていた。しかし、交付実績額は表 11のとおり、予算額を上乗せ分以上に下回り、

同様な事態が継続していて、毎年度不用額が発生している。これは、上乗せ額が過

去の交付実績を踏まえたものではなかったことによるものである。

表 11 石油貯蔵施設立地対策等交付金の予算額と決算額 （単位：千円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

予算額 6,941,181 6,542,417 6,477,003 6,475,004 6,348,470 6,122,134

うち積み上げ額
うち上乗せ額

6,316,440
624,741

6,268,107
274,310

6,206,267
270,736

5,988,053
486,951

5,860,932
487,538

5,880,388
241,746

決算額（交付額） 5,845,216 5,992,726 6,078,312 5,791,344 5,575,687 5,770,221

不用額 1,061,542 546,324 427,736 703,318 774,674 366,820
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� 事業環境の変化に伴って不用額が発生したもの

34目細のうち 11目細は、事業を実施するための環境が変化する可能性がある中で

予算額を見積もり、その後の環境変化により不用額が発生しているもので、これらの

年度別不用額の合計は表 12のとおりである。これらには、海外で行う事業であるこ

となどから外部的要因による環境の変化を避けられない面があるものの、毎年度同種

の事業を実施しているのに、事業の特性、過去の執行実績を十分踏まえた予算額の見

積りをしていなかったためである。

表 12 年度別不用額の合計 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

11目細の不用額計 106 254 313 203 267 135

（注） 11目細は、国内石油天然ガス基礎調査委託費、石油天然ガス資産
評価調査等委託費、石油資源開発等支援委託費、船舶建造費、不動産

購入費、産油国石油開発情報等調査事業、産油国研修事業、石油製品

需給適正化調査委託費、石油製品販売業環境保全対策事業費補助金、

国際エネルギー使用合理化等対策事業費補助金及び国際エネルギー消

費効率化等協力支援事業費補助金である。このうち、石油資源開発等

支援委託費、石油製品需給適正化調査委託費及び石油製品販売業環境

保全対策事業費補助金は、態様�にも含まれている目細である。

（注）

このうち、14年度から 19年度までに多額の不用額が発生した上位 5目細をみる

と、表 13のとおりである。

表 13 態様�に係る平成 14年度から 19年度までに不用額が発生した上位 5目細 （単位：億円）

年 度
目 細

平成
14 15 16 17 18 19 合計

国内石油天然ガス基礎調査委託費 13 16 18 21 107 79 257

石油製品販売業環境保全対策事業費補助金（注） 0 79 80 44 11 0 217

国際エネルギー使用合理化等対策事業費補助金 30 63 28 53 20 7 204

産油国石油開発情報等調査事業 36 58 85 19 0 1 201

石油資源開発等支援委託費（注） 17 25 52 29 6 5 137

（注） 態様�にも含まれる目細

上記の態様について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例 3＞ （経済産業省所掌）国際エネルギー使用合理化等対策事業費補助金につ

いて
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表 14 決算の状況 （単位：億円）

年 度
項 目 平成 14 15 16 17 18 19

当 初 予 算 額 144 114 85 59 43 15

前年度繰越額 68 112 58 69 40 31

歳出予算現額 A 213 226 143 128 84 46

支出済歳出額 71 105 44 34 32 39

翌年度繰越額 112 58 69 40 31 ―

不 用 額 B 30 63 28 53 20 7

不 用 率 B/A 14.0％ 28.0％ 20.1％ 41.8％ 24.5％ 15.0％

この補助金は、開発途上国等の産業施設で我が国の有する省エネルギー、石油代

替エネルギー技術を活用したモデル事業等を行うものであり、国際エネルギー消費

効率化等モデル事業、国際エネルギー消費効率化等協力基礎事業等がある。

このうち、国際エネルギー消費効率化等モデル事業は、平成 17年度に 8事業 40

億円の予算額を見積もり、前年度からの 52億円の繰越額を含め事業を実施した

が、事業の実施に当たって必要となるタイ王国やインドネシア共和国等の相手国側

との基本的事項の取決めの締結に係る調整に時間を要したことなどから、17年度

には事業がほとんど実施できず 42億円の不用額が発生している。また、18年度に

も同様に 10事業 28億円の予算額を見積もるなどして、事業を実施することにして

いたが、同じ理由により事業を実施できず 18億円の不用額が発生している。

これは、予算額を見積もる時点と予算執行時点で、事業を実施するための環境が

変化する可能性があるのに、同種事業の特性、過去の執行実績を踏まえた予算額の

見積りをしていなかったためである。

（改善を必要とする事態）

上記のように、エネルギー勘定において、過年度の実績を十分考慮しないまま予算額を見

積もっていることなどにより、当該年度において必要とされる額以上に歳出予算が増大し

て、予算額と実績額との間でか
�

い
�

離が生じて不用額が継続して発生していて、エネルギー勘

定で実施する事業に充てるために一般会計から繰り入れられるなどした財源が有効に活用さ

れておらず、その結果、多額の剰余金が生じている事態は適切とは認められず、改善の要が

あると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、経済産業省及び環境省において、実施する事業の特性

を考慮したり事業の実績を踏まえたりなどして適切な歳出予算を見積もることへの配慮が十

分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が表示する意見

経済産業省及び環境省は、不用額の発生に対応した借入財源等の縮減、前年度歳入増等見

込額の計上等によりエネルギー勘定の剰余金の縮減を図ってきているものの、なお特定の

20目 34目細において継続して多額の不用額が発生しているものなどが見受けられる。

我が国は、原油を始めとするエネルギー資源の需給が中長期的にひ
�

っ
�

迫するという状況に

あるとともに、地球温暖化対策の充実・強化等への対応も迫られている。また、一方で、財
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政健全化への積極的な取組も求められている。

ついては、経済産業省及び環境省において、エネルギー勘定における過年度の不用額の発

生要因を十分に見極め、歳出予算の見積りを行う際に反映させるなどして、一般会計からの

繰入額が適正な規模になるよう、ひいては剰余金を極力減少させるよう次のとおり意見を表

示する。

ア 従前の予算の内容及びその執行状況を十分把握して、不用額の発生要因を見極めること

イ 不用額の発生要因が予算額と執行実績との継続的なか
�

い
�

離、事業を実施するための環境

の変化等に起因する場合は、歳出予算の見積りに当たり、それらを十分考慮した適切なも

のにすること

（ 3） エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品に

ついて、改造等の承認や売却処分等を円滑に行うことにより、これらの物品が同事業

の目的に照らして十分有効に活用されるよう改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）

（項）エネルギー需給構造高度化対策費

部 局 等 経済産業本省、 8経済産業局

物 品 の 概 要 地域新生コンソーシアム研究開発委託事業において取得した物品

管理している物
品の数量及び取
得価格

1,877個、80億 1829万余円（平成 19年度末）

� 有効に活用
されないまま無
償貸付けしてい
る物品の数量及
び償却後価格

357個、11億 6121万円（平成 19年度末）

� 有効に活用
されないまま保
管させている物
品の数量及び償
却後価格

48個、 1億 8260万円（平成 19年度末）

�、�の計 405個、13億 4381万円（平成 19年度末）

【改善の処置を要求したものの全文】

エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品の管

理について

（平成 20年 10月 31日付け 経済産業大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 事業の概要

� 地域新生コンソーシアム研究開発事業の概要

貴省は、 8経済産業局
（注）

（以下「各経産局」という。）等を通じて、平成 14年度から地域新生

コンソーシアム研究開発委託事業を実施している。この事業は、地域において新産業・新

事業を創出して地域経済の活性化を図るため、地域における産学官の共同研究体制（以下
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「コンソーシアム」という。）の下で、大学等の技術シーズや知見を実用化するための研究開

発を行わせて、地域における新産業の創出に貢献しうる製品等を開発することを目的とし

ている。このうち、エネルギー使用の合理化、石油代替エネルギーの開発及び利用に寄与

する研究開発委託事業（以下「委託事業」という。）を、エネルギー対策特別会計（18年度ま

では石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計。以下「特別会計」という。）で実施し

ている。

コンソーシアムは、国と委託契約を締結して委託事業の運営管理等を行う管理法人と、

管理法人と再委託契約等を締結して研究開発を行う研究実施法人で構成される。

委託事業の実施から製品等の開発までは、おおむね次のとおりとなっている。

� 各経産局は、委託事業を原則として 2年以内の期間で実施して、管理法人に大学等の

技術シーズ等を実用化するための研究開発を行わせて、必要に応じて特許権等の知的所

有権を取得させる。委託事業には、研究開発のために実証機等を製作する場合がある

が、知的所有権が実証機等の物品に含まれる場合もある（以下、知的所有権を含む物品

を「ノウハウ物品」という。）。

� 委託事業終了後、コンソーシアムの構成員は、委託事業で開発した新技術を活用した

り、製作したノウハウ物品を使用したりなどして地域の新産業の創出に貢献しうる製品

の試作品等を開発するために、補完研究を 3年間から 5年間程度実施する。

そして、補完研究の終了後、コンソーシアムの構成員は、試作品等をもとに製品化等を

行い、地域における新産業・新事業として開発した製品等により事業化する。

� 委託事業で取得した物品の管理の概要

各経産局は、管理法人に、委託事業で必要な物品を購入させたり、研究実施法人が開発

したノウハウ物品等を取得させたりして研究実施法人に使用等させている。

各経産局は、管理法人に、当該年度に取得した物品の品名、数量、取得年月日、取得価

格、保管場所等を記載した取得財産移転届を翌年度に提出させて、国の資産として特別会

計に帰属させている。

貴省は、各経産局に対して、委託事業終了後の物品の処分等の方法について、原則とし

て次のような優先順位によることを指導している。

� 他会計への管理換等

� 管理法人等への無償貸付け又は有償貸付け

� コンソーシアムの構成員又は第三者への売却

� 廃棄

� 委託事業で取得した物品の委託事業終了後の無償貸付け

貴省は、経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令（平成 15年経済

産業省令第 81号）等（以下「無償貸付規程等」という。）に基づき、委託事業で取得した物品を

委託事業終了後、補完研究のためにコンソーシアムを組織した管理法人（公益法人に限

る。）に貸し付ける場合等には、 1年を超えない期間で、無償貸付けすることができること

としている。

各経産局は、管理法人等に無償貸付けする場合に、物品の改造その他物品の現状を変更

（以下「改造等」という。）するときにはあらかじめ各経産局の承認を受けることなどの条件

を付している。また、無償貸付けの期間満了日までに特段の意思表示をしないときは、同

第
3
章

第
1
節

第
11

経
済
産
業
省

― 530 ―



一条件で更に 1年間無償貸付けを認め、翌年度以降も同様とすることとしている。

管理法人に無償貸付けされた物品の大半は、全国に所在する研究実施法人に転貸されて

いることなどから、無償貸付け中の物品は各地に散在しており、各経産局は、直接物品を

確認して管理することが困難なために、貸付先から物品の使用実績報告書等を提出させる

など主に書面により管理している。

� 委託事業で取得した物品の返還後に行われる処分等の方法

国の物品は、物品管理法（昭和 31年法律第 113号）で、国以外の者の施設に物品を保管す

ることを妨げないとされている。各経産局は、管理法人等から無償貸付けの条件に該当し

ないために貸し付けることができなかったり、研究実施法人で必要がなくなったりして物

品の返還を受けた場合には、売却、廃棄等の処分の手続を行うまでの間、管理法人等に書

面で当該物品の保管を依頼して、管理法人等から預り証を受領した上で保管させている。

そして、各経産局は、物品の保管者等が保管中にその物品を使用することを認めていな

い。

また、各経産局は、管理法人が委託事業で取得した知的所有権を譲り受けないこととし

ていることから、ノウハウ物品に含まれる知的所有権を保護するために、コンソーシアム

の構成員が当該物品の買取りをしない場合には、廃棄することとしている。

� 委託事業で取得して特別会計に帰属した物品の状況

14年度から 18年度までの間に、各経産局が特別会計で実施した委託事業の件数は表 1

のとおりである。

表 1 委託事業の新規採択件数の推移（平成 14年度から 18年度まで）

年度 平成 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

件数 30 43 53 39 50

また、15年度末及び 19年度末の委託事業で取得して特別会計に帰属した物品の数量及

び取得価格は、15年度末 241個、12億 2766万余円、19年度末 1,877個、80億 1829万余

円となっていて、委託事業の件数の累増に伴って物品の数量も 15年度からの 5年間で 7.7

倍に急増している。また、表 2のとおり、物品のほとんどは委託事業実施時の管理法人等

（以下、委託事業終了後も委託事業実施時の管理法人や研究実施法人をそれぞれ「管理法

人」、「研究実施法人」という。）に、無償貸付けしたり、保管依頼したりして管理してい

る。そして、19年度末の物品の無償貸付先（転貸先を含む。以下同じ。）又は保管先は 44

都道府県の 200市町村に散在している。

表 2 委託事業で取得して特別会計に帰属している物品の状況

年度

合計 無償貸付け 法人の研究実施場所
等に保管 経済産業局に保管

数量 取得価格
（千円） 数量 取得価格

（千円） 数量 取得価格
（千円） 数量 取得価格

（千円）

平成 15年度末 241 1,227,668 176 1,067,790 56 146,315 9 13,562

平成 19年度末 1,877 8,018,296 1,496 6,720,992 293 1,212,116 88 85,182

19年度末の委託事業で取得して特別会計に帰属している物品のうち、取得価格の上位

5物品を挙げると、表 3のとおりである。
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表 3 主な物品の状況（取得価格の上位 5物品の例）

管 理 法 人 名 物 品 名 数量 取得価格
（円） 取得年月日 状 況

A商工会議所 a表面処理装置 1 72,397,500 平成 18年 1月 30日 無償貸付け

B県中小企業団体中央会 b成膜装置 1 68,752,950 平成 17年 3月 25日 無償貸付け

財団法人C c移動式処理プラント 1 65,860,200 平成 19年 1月 22日 無償貸付け

D県中小企業団体中央会 d熱分解装置 1 58,482,597 平成 19年 1月 24日 無償貸付け

国立大学法人E e燃焼装置 1 54,390,000 平成 19年 3月 5日 無償貸付け

一方、19年度末までに委託事業で取得して特別会計に帰属した物品を売却又は廃棄し

た数量は、計 234個であり、19年度末までに委託事業で取得して特別会計に帰属した物

品の数量 2,111個に対する割合は 11.0％になっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

委託事業で取得して特別会計に帰属している物品の数量は急増して、かつ、物品の所在箇

所が全国に散在しており、各経産局が物品を直接確認しながら管理してその状況を十分に把

握することが困難になってきている。

そこで、特別会計がこれらの物品の取得に要する経費を負担していることにかんがみて、

有効性等の観点から、物品が地域新生コンソーシアム研究開発事業の目的に照らして十分有

効に活用されているか、事業化率を高めるためにより研究開発を促進する方途はないかなど

に着眼して検査した。

本院は、貴省及び各経産局において、19年度末現在管理している物品 1,877個を対象に、

会計実地検査を行った。そして、これらのうち 458個については、無償貸付先や保管先の法

人計 60か所に直接に赴いて現況を調査した。また、1,877個すべての物品について、各経産

局を通じて、無償貸付先や保管先の法人に対して製品等の開発に当たっての物品の改造等の

必要性及び買取りの希望の有無等を調査するために調査票等を送付して調査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような状況が見受けられた。

すなわち、各経産局は、前記のとおり、委託事業終了後の物品の管理に当たっては、貸付

先の法人に物品の使用実績報告書等を提出させるなど主に書面によって管理しているが、製

品等の開発の進ちょく状況については把握しているものの、個々の物品が製品等を開発する

ために有効に利用されているか、研究実施法人等が製品等を開発するために物品の改造等や

買取りを希望しているかなどについて十分把握していなかった。

そして、貴省は、各経産局における上記のような物品管理の現状を十分に把握しておら

ず、物品を有効に利用するための適切な指導をしていなかった。

このため、ノウハウ物品 405個、13億 4381万余円（取得価格を基礎とし減価償却を行

い、当該減価償却相当額を控除した後の 19年度末の価格。以下「償却後価格」という。）が次

のように有効活用されていない事態となっていた。

ア 無償貸付けしているノウハウ物品が製品開発等のために十分有効に活用されていないも

の
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無償貸付けの物品 1,364個について、物品の改造等が必要か調査票等により調査したと

ころ、製品等の開発には改造等が必要などとしているノウハウ物品が 357個、償却後価格

11億 6121万余円あった。

そして、研究実施法人は、無償貸付けを受けたノウハウ物品であっても改造等を行うに

は事前に改造等の内容等を申請して承認を受ける必要があるが、無償貸付けの条件に基づ

く手続が煩雑で時間を要するために、研究開発の進ちょくに合わせて自由に改造等を行う

ことが困難であるとしていた。また、各経産局は、無償貸付けしている物品が、ノウハウ

物品であるか一般の物品であるかを十分に把握していないまま、研究実施法人に対して、

無償貸付規程等では、原状回復が困難な改造等や経済的価値の下落となる改造等は各経産

局の承認の手続等が必要とされていることなどを説明している。これらのため、結果とし

て、研究実施法人が物品を原状のまま使用していて改造等を自粛する傾向となっていた。

しかし、上記の物品 357個は、研究実施法人しか使用できないノウハウ物品であり、返

還を受けても特別会計で使用したり売却したりせずに廃棄する予定のものであるので、原

状回復の必要がないことから、貴省は、各経産局に製品等を開発するための改造等の承認

手続を円滑に行わせて、研究実施法人にノウハウ物品を有効に活用させるべきである。

＜事例 1＞

F経済産業局は、管理法人の G財団法人に、「モータ用部品の特性を試験する装置」

（平成 18年 12月取得、償却後価格 408万余円）を製品となるモータの開発に使用するた

めに、研究実施法人の H株式会社に 20年 4月に無償貸付けしている。

H株式会社は、製品開発のためには当該物品の改造等が必要であるとしていたが、

研究開発の結果を反映しながら自由に改造等を行うための承認手続が煩雑で原状回復も

困難であることから、改造等の承認申請を行わず改造等をあきらめていた。

しかし、当該物品はノウハウ物品であるので H株式会社から不必要として返還され

たとしても特別会計の負担で廃棄されることになるものであるが、改造等を認めれば地

域新生コンソーシアム研究開発事業の目的に沿って有効に活用できるものである。

イ 保管させているノウハウ物品が製品開発等のため有効に活用されないままになっている

もの

管理法人等から、管理法人が公益法人ではないなどのために無償貸付けを受けることが

できないという理由から返還を受けて、売却、廃棄等の処分をするまでの間、当該管理法

人等に依頼して、使用を認めることなく保管させている物品 266個の中には、ノウハウ物

品が 78個あった。そして、この中には、製品等の開発に使用するなどとして買取りを希

望する物品が 48個、償却後価格 1億 8260万余円あった。

特別会計が、研究実施法人にこれらのノウハウ物品を売却することとすれば、研究実施

法人において有効に活用できるものであり、返還後に特別会計がノウハウ保護のために廃

棄する費用を節減できることも見込まれる。

上記のことから、保管させているノウハウ物品を製品開発等に有効活用させるために、

手続の透明性等にも十分に配慮した処分方針等を示すなどして、買取りを希望する研究実

施法人に、地域新生コンソーシアム研究開発事業の成果の向上等に寄与する売却等の促進

を図るべきである。
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なお、前記アの無償貸付けしているノウハウ物品 357個の中にも、研究実施法人が製品

等の開発には改造等が必要などとして買取りを希望しているものが 296個あった。

＜事例 2＞

I経済産業局は、管理法人の J株式会社から委託事業が終了したとして返還を受けた

ノウハウ物品である「超音波画像表示の関連部品」（平成 16年 12月取得、償却後価格

364万余円）を 18年 3月に J株式会社に保管を依頼して、具体的な処分を行うまでの

間、研究実施法人の K株式会社を保管場所として、使用を認めることなく管理させて

いる。

当該物品は、特別会計の負担で廃棄することになるノウハウ物品であるが、研究実施

法人に売却を行えば、この事業の目的に沿って超音波画像システムの製品開発のために

有効活用できるものである。そして、K株式会社は、当該物品の買取りを希望してい

た。

（改善を必要とする事態）

上記のように、研究実施法人が物品の改造等を自粛する傾向にあるため、製品等の開発

のため無償貸付けしているノウハウ物品が、必要な改造等が行われずに原状のまま使用さ

れていて、十分有効に活用されていなかったり、無償貸付けや保管をしているノウハウ物

品が、製品等の開発等で必要とする研究実施法人に売却等されておらず、有効に活用され

ないままになっていたりしている事態は適切とは認められず、改善を図る要があると認め

られる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、各経産局において、物品の改造等の必要性及び買取

りの希望の有無等について十分に把握していないこと、貴省において、ノウハウ物品につ

いて、各経産局が改造等の承認の手続を円滑に行えるような承認基準、手続の透明性等に

も十分に配慮した物品の処分方針等を定めて、各経産局に対して適切な指導を行っていな

いことによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

貴省は、委託事業で取得した物品を引き続き多数管理していくことが見込まれる。

ついては、委託事業で取得したノウハウ物品について、改造等の承認や売却処分等を円滑

に行うことにより、これらの物品が地域新生コンソーシアム研究開発事業の目的に照らして

十分有効に活用されて研究開発の促進に資するよう、貴省に対して次のとおり改善の処置を

要求する。

ア 各経産局に対して、物品の改造等の必要性及び買取りの希望の有無等について十分に把

握させること

イ 各経産局が委託事業で取得したノウハウ物品の改造等の承認を円滑に行えるよう承認基

準等を定めること

ウ 各経産局が委託事業で取得した物品の売却等を促進できるよう、手続の透明性等にも十

分に配慮した物品の処分方針等を定めること

（注） 8経済産業局 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州各経済産業局
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第12 国 土 交 通 省

不 当 事 項

予 算 経 理

（779）空港における利用者アンケート調査業務等に係る請負契約において、調査業務が履行

期間内に履行されたこととする虚偽の内容の関係書類を作成するなどの不適正な会計

経理を行い、代金を支出していたもの

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

会計名及び科目 空港整備特別会計 （項）空港整備事業費

平成 20年度以降は、

社会資本整備事業特別会計（空港整備勘定）

（項）空港整備事業費

部 局 等 国土技術政策総合研究所

契 約 名 � 空港における利用者アンケート調査業務

	 空港における旅客の満足度調査業務

契 約 の 概 要 � 空港において旅行者にアンケート調査を行い、旅行先での行程等

を把握するもの

	 空港において旅行者にアンケート調査を行い、空港サービスの満

足度を把握するもの

契約の相手方 株式会社日本空港コンサルタンツ

契 約 � 平成 19年 3月 一般競争契約

	 平成 19年 3月 一般競争契約

契 約 額 � 8,295,000円（平成 18年度）

	 4,725,000円（平成 18年度）

計 13,020,000円

支 払 � 平成 19年 4月

	 平成 19年 4月

不適正支払額 � 8,295,000円（平成 18年度）

	 4,725,000円（平成 18年度）

計 13,020,000円

1 空港における利用者アンケート調査業務等に係る会計経理の概要

国土技術政策総合研究所（以下「研究所」という。）は、平成 18年度に、「空港における利用

者アンケート調査業務」及び「空港における旅客の満足度調査業務」（以下、これらを「両調査

業務」という。）を株式会社日本空港コンサルタンツにそれぞれ契約額 8,295,000円及び

4,725,000円で請け負わせて実施している。両調査業務の主な内容は、空港において旅行者

を対象にアンケート調査を実施して、得られたデータを整理・分析等して報告書を作成、提

出するものであり、履行期間は、それぞれ 19年 3月 15日から同月 30日までの間及び 19年

3月 7日から同月 23日までの間となっている。
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そして、研究所は両調査業務が履行期間内に適正に履行されたとして 4月 20日に請負代

金を支払っている。

2 検査の結果

本院は、研究所において、合規性等の観点から、本件調査業務に係る契約が適正に履行さ

れているか、会計経理が会計法令等に従って適正に行われているかなどに着眼して会計実地

検査を行った。そして、本件調査業務について、検査調書、調査業務の成果品である報告書

等の書類により検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

研究所は、前記のとおり、両調査業務に係る契約が履行期間内に適正に履行されたとして

請負代金を支払っていた。しかし、実際には、両調査業務は翌年度の 19年 7月 21日から 8

月 3日までの間にアンケート調査が実施されており、同年 12月 25日にこれらの報告書が研

究所に提出されていて、履行期間内には実施されていないにもかかわらず、履行期間内に契

約の内容に適合した給付があったことを確認したとする虚偽の検査調書を作成するなどし

て、請負代金を請負業者に支払っていた。

このような事態が生じていたのは、研究所において、会計法令等を遵守することなどの基

本的な会計経理を適正に行う認識が欠如していたことなどによると認められる。

したがって、研究所において、両調査業務が履行期間内に履行されていないのに、履行さ

れたこととする虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行い、契約額

8,295,000円、4,725,000円、計 13,020,000円を支払っていたことは、不当と認められる。

工 事

（780）空港の場周柵強化工事の実施に当たり、場周柵の設計が適切でなかったため、工事の

目的を達していないもの

会計名及び科目 空港整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（空

港整備勘定））（項）災害対策等緊急事業推進費

部 局 等 東京航空局
さく

工 事 名 � 新千歳空港場周柵強化工事

� 函館空港場周柵強化工事

� 新潟空港場周柵強化工事

工 事 の 概 要 空港の保安対策の一環として、平成 18、19両年度に、既存の空港場

周柵の強化工事等を施工するもの

工 事 費 � 208,530,000円

� 330,304,696円

� 146,790,000円

計 685,624,696円

請 負 人 � 東亜道路工業株式会社

� 株式会社 NIPPOコーポレーション

� 本間道路株式会社

契 約 � 平成 19年 3月 一般競争契約
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� 平成 19年 3月 一般競争後の随意契約

� 平成 19年 3月 一般競争契約

支 払 � 平成 19年 8月、平成 20年 2月 2回

� 平成 20年 2月

� 平成 20年 3月

不適切な設計と
なっている工事
費

� 32,286,000円

� 30,717,000円

� 36,742,000円

計 99,745,000円

1 工事の概要

国土交通省東京航空局（以下「東京局」という。）は、新千歳、函館、新潟各空港の保安対
さく

策の一環として、既存の場周柵を強化するなどのために、平成 18、19両年度に、新千歳

空港場周柵強化工事（以下「�工事」という。）、函館空港場周柵強化工事（以下「�工事」とい
う。）、新潟空港場周柵強化工事（以下「�工事」という。）をそれぞれ工事費 208,530,000円、

330,304,696円、146,790,000円、計 685,624,696円で実施している。

これらの工事は、16年 4月に東京国際空港で発生した不法侵入事件を契機として、外部
ひし

から空港内の制限区域への不法侵入を防止するために、既設の菱形金網製の場周柵を、切断

等に強い鋼線を格子状に溶接組みした面材を使用した場周柵（以下「強化型場周柵」という。）

に改修等するものである。

国土交通省航空局は、上記の不法侵入事件を受けて、16年 9月に「空港における不法侵入

対策の実施について」（国空管第 74― 2号。以下「通知」という。）を発するなどしている。この

通知等によると、強化型場周柵は、菱形金網製の場周柵に比べて、支柱等に対する風荷重等

が大きくなるため、既設支柱の強度計算をして強度上問題がある場合は、支柱等を強化する

必要があるとしている。

そこで、東京局は、本件各工事について、下表のとおり、既設支柱の状況に応じて、�既
設支柱を使用する区間、�既設支柱の基礎を補強する区間、�既設支柱に補助支柱を増設
（以下、補助支柱を増設した場周柵を「補助支柱付場周柵」という。）する区間、�支柱を新設
する区間に分類して、強化型場周柵の設計を行っている。

表 本件各工事における場周柵の延長及び区間内訳 （単位：m）

工事名

場周柵延長

総延長
�既設支柱 �既設支柱基礎

補強

�補助支柱付場周柵
�支柱新設

外径 60.5	 外径 48.6	

�工事 326.1 ― 1,500.2 ― 4,524.4 6,350.7

�工事 ― 727.4 1,317.7 ― 5,189.8 7,234.9

�工事 1,285.6 ― 1,794.6 1,133.0 1,182.3 5,395.5

計 1,611.7 727.4 4,612.5 1,133.0 10,896.5 18,981.1

東京局は、本件各工事の設計図書において、参考として強化型場周柵の構造図を請負人に

示している。この中で補助支柱付場周柵については、既設支柱と補助支柱を水平の継ぎ材で
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結合することとしており、補助支柱の外径が 60.5�の補助支柱付場周柵については、継ぎ材
と補助支柱を接続する部材（以下「接続部材」という。）を継ぎ材側と補助支柱側の 2か所でそ

れぞれボルト締めして、既設支柱と一体化する構造としていた（参考図参照）。そして、東京

局は、本件各工事の特記仕様書において、強化型場周柵の施工に先立ち請負人に施工図を提

出させて監督職員の承諾を得させることとしていた。この承諾された施工図は、空港土木工

事共通仕様書（国土交通省航空局監修）によると、設計図書に含まれることとされている。

2 検査の結果

本院は、東京局において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件各工事について、設計図書等の書類により検査し

たところ、補助支柱付場周柵の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、東京局は、接続部材を有する構造の補助支柱付場周柵（補助支柱の外径が 60.5

�のもの。以下同じ。）について、前記のとおり、接続部材を継ぎ材側と補助支柱側の 2か所

でそれぞれボルト締めすることにより一体化する構造として設計して、構造図を請負人に示

しているが、請負人から提出された補助支柱付場周柵の施工図では、構造図とは異なり、接

続部材を継ぎ材側の 1か所のみボルト締めすることとしていた。そして、東京局は、上記の

施工図を承諾して、これにより請負人に施工させていた。

このため、本件各工事の補助支柱付場周柵は、接続部材の補助支柱側がボルト締めされて

いないことから、容易に外れる状態となっており、風等の振動により、接続部材が補助支柱

から外れて、補助支柱付場周柵の安定が損なわれるおそれがあると認められた（参考図参

照）。

このような事態が生じていたのは、請負人から構造図と異なる施工図が提出されたのに、

これに対する東京局の監督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件各工事の補助支柱付場周柵は、設計が適切でなかったため、その安定が

損なわれるおそれがあり、工事の目的を達しておらず、補助支柱等に係る工事費相当額�工
事 32,286,000円、�工事 30,717,000円、�工事 36,742,000円、計 99,745,000円が不当と認め

られる。

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 538 ―



補助支柱付場周柵の構造図（東京局が請負人に示したもの）
（参 考 図）

施工図（請負人が示して承諾されたもの）

物 件

（781）中型回転翼航空機の調達に当たり、監督及び検査が適正でなかったため、仕様書で要

求する機能の一部を有していないなどしているのに契約金額の全額を支払っているも

の

会計名及び科目 一般会計 （組織）海上保安庁 （項）海上保安官署

部 局 等 海上保安庁本庁

契 約 名 航空機売買

契 約 の 概 要 中型回転翼航空機 3機を調達するもの

契約の相手方 2会社

契 約 平成 18年 10月 随意契約

受 領 検 査 平成 20年 3月

支 払 平成 18年 10月～20年 3月（前金払 4回）、20年 4月（精算払）
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支 払 額 4,829,944,286円

過大になってい
る支払額

155,745,105円

1 中型回転翼航空機の調達の概要

� 航空機売買契約の概要

海上保安庁は、平成 18年度に 2か年度の国庫債務負担行為により、中型回転翼航空機

（以下「中型ヘリ」という。）で老朽化が進んだものを代替して、併せて捜索監視能力等の高

性能化を図るために、18年 10月 5日に、三井物産エアロスペース株式会社（以下「MBA」

という。）及びMitsui Bussan Aerospace Corporation（以下「MBAC」という。）と中型ヘリ 3

機を調達する航空機売買契約を、随意契約により締結している。同庁は、この契約金額を

4,774,140,000円としており、MBAに対しては、中型ヘリの調達に関する国内関連経費分

（組立調整費、航空保険料、銀行諸掛等）として 408,634,193円を、MBACに対しては、中

型ヘリの調達に関する外貨支払分として 39,328,881.15米ドル（18年度の支出官レート 111

円による邦貨換算額は、4,365,505,807円）をそれぞれ支払うこととしている。そして、同

庁は、納入期限の 20年 3月 31日に給付の完了の確認のために必要な検査を終了して、第

十管区海上保安本部鹿児島航空基地に 1機を、第十一管区海上保安本部那覇航空基地に 2

機を、それぞれ配備している。

� 仕様書において要求する機能等

同庁は、この調達に関する仕様書において、夜間飛行等を行うために必要な装備を有す

るなどの標準機体仕様に加えて、中型ヘリ 3機が海上保安業務を安全かつ有効に実施でき

るように、海上保安庁機仕様として、次のような各種の機能等を要求している。

� 自動操縦装置は、遭難者等を捜索（Search）して発見した後、操作ボタンを押すだけ

で自動的に遭難者等に向かって高度と速度を落としながら近づいて救助（Rescue）する

機能等（以下「SARモード」という。）を有すること

� 回転翼折畳装置は、回転翼の容易な折畳み、展張等を可能とする構造として、回転翼

架台を併せて作製すること

� 赤外線捜索監視装置は、自機の位置等をディスプレイ装置上に表示する機能（以下「位

置表示機能」という。）を有すること

そして、同庁は、上記の機能等を有する中型ヘリの調達契約の適正な履行を確保するた

めに、会計法（昭和 22年法律第 35号）等の規定に基づき、監督職員及び検査職員を任命して

いる。これらのうち、監督職員は、工事、製造等が履行期限までに完成する見込みがない

と認めるときなどは、意見を付して契約担当官等に報告することとされており、また、検

査職員は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき給付の内容等について検査を行い、

その結果、給付が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置につい

ての意見を検査調書に記載して契約担当官等に提出することとされている。

2 検査の結果

本院は、本庁及び鹿児島、那覇両航空基地において、合規性等の観点から、支出等の会計

処理が会計法等に基づき適正に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そし

て、本件調達について、契約書、仕様書等の書類及び配備先での現物を確認するなどの方法
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により検査したところ、次のとおり、適正とは認められない事態が見受けられた。

海上保安庁は、この調達契約に関する監督及び検査に当たり、納入された中型ヘリ 3機

が、海上保安業務を安全かつ有効に実施するために仕様書で要求している各種の機能をすべ

て有するなどとして、20年 4月 28日に、既に 18年 10月から 20年 3月までの間にMBAC

に対して支払を完了していた前払金額計 4,453,270,387円を除いた契約金額の残額

376,673,899円をMBAに対して支払っており、支払総額は、4,829,944,286円となってい

た。

しかし、中型ヘリ 3機に要求されている機能等は、20年 7月の会計実地検査時において

次のような状況となっていた。

� 自動操縦装置については、SARモードプログラムの製造会社でのプログラム開発の遅

れから、 3機すべてが SARモードを有していなかった。

� 回転翼架台については、19年 11月に試作品が完成したものの、容易な操作が可能であ

るという仕様書の要件を充足していなかったことから、監督職員の指示により設計をやり

直した結果、 3機すべてが、納入期限に間に合わず、20年 5月 13日、 6月 13日及び 25

日にそれぞれ納入されていた。

� 赤外線捜索監視装置については、 3機のうち 1機分は位置表示機能を有していたが、 3

機のうち 2機分は、この装置に組み込むべき部品を当該部品の製造会社から取得すること

ができなかったことから、当該部品が取り付けられていなかったため、位置表示機能を有

していなかった。

本件中型ヘリ 3機を担当する監督職員及び検査職員は、上記の事態をMBAからの報告等

により把握していたが、監督職員は、支出負担行為担当官に必要な報告を行っていなかっ

た。また、検査職員は、20年 3月 31日に、契約の内容に適合する給付があった旨の検査調

書を作成して、支出負担行為担当官に提出していた。

このような事態が生じていたのは、海上保安庁において、監督及び検査を適正に行ってい

なかったこと、会計法等を遵守することの認識が欠如していたことなどによると認められ

る。

したがって、本件調達においては、納入された中型ヘリが仕様書で要求する機能の一部を

有していないなどしているにもかかわらず、契約金額の全額が支払われており、これらの機

能等に係る支払相当額 155,745,105円が不当と認められる。

役 務

（782）電気施設保全業務契約に当たり、特記仕様書において対象設備の点検に係る数量を

誤ったなどのため、契約額が過大となっているもの

会計名及び科目 空港整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（空

港整備勘定））（項）空港等維持運営費

部 局 等 大阪航空局関西空港事務所（契約庁）

大阪航空局（支出庁）

契 約 名 電気施設保全業務
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契 約 の 概 要 関西空港事務所が管理する受変電設備等の電気設備の保全業務を実施

するもの

契約の相手方 住友電設株式会社

契 約 � 平成 18年 4月 一般競争契約

� 平成 19年 4月 一般競争契約

支 払 � 平成 18年 11月、19年 4月 2回

� 平成 19年 12月、20年 4月 2回

支 払 額 � 63,000,000円

� 85,050,000円

計 148,050,000円

過大になってい
る契約額

� 3,552,035円

� 9,035,686円

計 12,587,721円

1 電気施設保全業務契約の概要

大阪航空局関西空港事務所（以下「空港事務所」という。）は、航空機の安全運航の支援、航

空交通管制業務等に用いるレーダー、無線通信機器等の各種施設に電力を供給するために、

受変電設備、直流電源設備等の電気設備を多数設置している。空港事務所は、これらの電気

設備の点検保守、運転監視等を行う電気施設保全業務を、一般競争契約により契約額、平成

18年度 63,000,000円、19年度 85,050,000円、計 148,050,000円で住友電設株式会社（以下「請

負人」という。）に請け負わせて実施している。

空港事務所が作成した特記仕様書によると、当該電気施設保全業務は、電気設備ごとに、

1日又は 1週に 1回等の点検を行う日常点検、 6か月又は 1年に 1回点検を行う定期点検及

び電力監視制御システム等を用いて電気施設の運転を監視するとともに、各電気設備の運転

実績の記録等をする常駐業務の 3業務に分かれている。

上記業務のうち日常点検の対象設備とその点検数量については、特記仕様書の「［運転・監

視及び日常点検・保守］数量・適用労務一覧表」によることとされており、このうち点検数量

は、対象設備の設置状況が記されている関西国際空港電気設備現況図（以下「現況図」とい

う。）等を基に算出することとされている。そして、空港事務所は、18、19両年度の契約に

係る特記仕様書において、高圧受変電設備（以下「高圧設備」という。）及び低圧受変電設備（以

下「低圧設備」という。）について、 1日に 1回実施する指示計器の日常点検に係る数量を、同

計器の個数として、18年度は高圧設備用 106個、低圧設備用 144個、19年度は高圧設備用

124個、低圧設備用 196個としていた。

また、平日の昼間に常駐業務に要する人員については、特記仕様書において、18年 4月

から 9月までの間は、技術員 1名を配置することとして、同年 10月からは、業務責任者と

して技師 Aを 1名、業務担当者として技術員を 1名、計 2名配置することとしていた。そ

して、19年度においては、業務責任者として技師 Aを 1名、業務担当者として技術員及び

技術員補を各 1名、計 3名配置することとしていた。なお、18年 4月から 9月までの間に

ついては、本件請負契約に係る技術員 1名のほか、空港事務所の職員 1名を配置することと

していた。

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 542 ―



2 検査の結果

本院は、空港事務所において、経済性等の観点から、仕様は業務内容を適切に反映したも

のになっているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件契約について、契約

書、特記仕様書、現況図等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない

事態が見受けられた。

� 電気設備の日常点検に係る数量について

空港事務所は、前記のとおり、18、19両年度契約に係る特記仕様書において、高圧設

備及び低圧設備の指示計器の日常点検に係る数量について、同計器の個数を計上してい

た。

しかし、点検に係る指示計器の数量の算出に当たっては、建築保全業務積算基準（国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修。以下「保全業務基準」という。）において、当該数量に乗ずる

歩掛かりが 1面 1回当たりの単位で設定されていることから、指示計器の個数ではなく、

指示計器等が複数個設置されるなどしている配電盤を各 1面として数量を算出すべきで

あった。そして、これにより適正な数量を算出すると、18年度は高圧設備用 60面、低圧

設備用 35面、19年度は高圧設備用 68面、低圧設備用 47面となる。

� 常駐業務に要する人員について

空港事務所は、前記のとおり、19年度契約に係る特記仕様書において、業務責任者と

して技師 Aを 1名、業務担当者として技術員及び技術員補を各 1名、計 3名配置するこ

ととしていた。

しかし、これは、常駐業務に要する人員が示されている「中部・関空及び衛星センター

保全業務における運転監視要員について」（平成 18年 9月国土交通省航空局制定。以下「配置

基準」という。）を誤って適用したもので、正しくは、業務責任者として技師 Aを 1名、業

務担当者として技術員を 1名、計 2名配置することとすべきであった。そして、実際にも

請負人は平日の昼間に業務担当者（技術員補）1名を配置していなかった。

このような事態が生じていたのは、空港事務所において、特記仕様書の作成に当たり、保

全業務基準や配置基準に対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件契約額は、日常点検については、現況図等を基に保全業務基準に示され

ている歩掛かりに対応する単位を用いて算出することとして、常駐業務については、配置基

準に基づき、平日の昼間は技師 A及び技術員各 1名を配置することとして修正計算する

と、18、19両年度においてそれぞれ過小になっていた高圧設備及び低圧設備の盤類の数量

26面を考慮するなどしても、18年度 3,552,035円、19年度 9,035,686円、計 12,587,721円が

過大になっていて不当と認められる。

補 助 金 （783）―（815）

1 補助金の概要

国土交通省（平成 13年 1月 5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省）所管の

補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要す

る経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
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2 検査の結果

本院は、46都道府県及びその管内の 738市区町村等において、合規性、経済性、有効性

等の観点から会計実地検査を行った。

その結果、 7都県及び 12道府県管内の 13市町計 20事業主体が実施した道路改築事業、

道路災害復旧事業等の 21事業に係る国庫補助金 580,912,652円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

� 工事の設計が適切でないもの

10事業 不当と認める国庫補助金 335,342,700円

� 補助金の交付額の算定が適切でないもの

4事業 不当と認める国庫補助金 23,704,706円

� 補償費の算定が適切でないもの

3事業 不当と認める国庫補助金 12,300,162円

� 工事の設計及び施工が適切でないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 177,256,533円

� 補助の対象とならないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 17,331,378円

� 補助の目的を達していないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 11,464,149円

� 工事の施工が適切でないもの

1事業 不当と認める国庫補助金 3,513,024円

このほか、12事業主体における国庫補助事業に係る事務費について、不適正な経理処理

を行っていたもの及び補助の対象とならないものがあり、これに係る国庫補助金相当額

290,699,900円が不当と認められる。

これらを個別に示すと次のとおりである。

（783）みなと振興交付金事業の実施に当たり、ふ頭用地の貸付けが国土交通大臣の認可を受

けられないなどのため、交付金事業の対象とならないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）港湾事業費

部 局 等 北海道開発局

交 付 の 根 拠 予算補助

交付金事業者
（事 業 主 体）

北海道稚内市

交 付 金 事 業 稚内港みなと振興交付金

交付金事業の概
要

ふ頭用地内に駐車場を整備するために、貸し付けていたふ
	

頭用地に建

設されていた倉庫の移転補償を行うもの

事 業 費 49,977,000円（平成 19年度）

上記に対する交
付金交付額

17,331,378円

不当と認める事
業費

49,977,000円（平成 19年度）

不当と認める交
付金交付額

17,331,378円（平成 19年度）
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1 交付金事業の概要

この交付金事業は、港湾管理者である北海道稚内市が、みなと振興交付金事業の一環とし

て、国際フェリーターミナルを整備することに伴い、ターミナル利用者の駐車場を確保する

ために、平成 19年度に、稚内港中央ふ頭地区に所在しているコンクリートブロック造り平

屋建ての倉庫 799.2�の移転に伴う補償を 49,977,000円（交付金 17,331,378円）で実施したも

のである。

この移転補償は、同市が、係留施設と一体となって港湾貨物の荷さばき、船舶乗降旅客の

取扱いなどを行うための公共の利用に供するふ
�

頭用地の一部 1,581.8�を、建設業を営む
A社に建設資機材の保管倉庫の敷地として貸し付けており、その土地を駐車場として整備す

るために実施したものである。

本件交付金事業のみなと振興交付金交付要綱（平成 19年国港総第 1067号）によると、交付金

の交付に当たっては、この要綱に規定されているもののほか港湾関係補助金等交付規則実施

要領（昭和 43年港管第 814号）等に定めるところによるとされている。そして、この要領等に

よれば、港湾管理者が、ふ頭用地を貸し付ける場合には、当該貸付けが公共の利用に供し、

係留施設を利用した港湾の物流に資するという港湾施設の補助目的に合致していることにつ

いて国土交通大臣の認可を受けることが必要である。

2 検査の結果

本院は、稚内市において、合規性等の観点から、交付金事業が適切に行われているかなど

に着眼して会計実地検査を行った。そして、交付金の実績報告書等の書類及び現地の状況を

検査したところ、交付金事業の実施が次のとおり適切でなかった。

すなわち、ふ頭用地の貸付けについては、前記のとおり、公共の利用に供するという港湾

施設の補助目的に合致していることについて国土交通大臣の認可を受けることとされてい

る。しかし、前記 A社の倉庫の敷地に係る貸付けについては、建設資機材の保管倉庫と

なっていて、公共の利用に供し、係留施設を利用した港湾の物流に資するという補助目的に

合致しておらず、国土交通大臣の認可を受けられないものであるのに、同市が、当該倉庫の

移転に当たって、この貸付けに伴う移転補償費を対象経費に含めて交付金の額を算定したの

は適切とは認められない。

このような事態が生じていたのは、同市において、関係法令等の理解が十分でなかったこ

と、交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたことなどによると認められる。

したがって、本件移転補償費 49,977,000円は交付金の対象とは認められず、これに係る交

付金 17,331,378円が不当と認められる。

（784）―

（788）
道路改築事業等の実施に当たり、落橋防止システムの設計が適切でなかったため、橋

りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省

（項）河川等災害復旧事業費

（項）地域再生推進費

道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））
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（項）北海道道路事業費

（項）道路環境整備事業費

（項）地方道路整備臨時交付金

治水特別会計（治水勘定）（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会

計（治水勘定））

（項）北海道河川事業費

部 局 等 5道県

補 助 の 根 拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）、地域

再生法（平成 17年法律第 24号）、道路法（昭和 27年法律第 180号）、道路

整備費の財源等の特例に関する法律（昭和 33年法律第 34号）、予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

市 4、町 1、計 5事業主体

補 助 事 業 道路改築事業等

補助事業の概要 道路の拡幅又は被災等に伴い、橋りょうを新設し、又は架け替えるな

どのために、平成 16年度から 18年度までに橋台の築造、橋りょう上

部工の製作、架設等を行うもの

事業費の合計 376,486,950円（うち国庫補助対象額 228,575,550円）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

134,048,666円

不当と認める事
業費

81,028,982円（うち国庫補助対象額 78,756,280円）

不当と認める国
庫補助金相当額

45,948,500円

1 補助事業の概要

これらの補助事業は、 5市町が、道路の拡幅又は被災等に伴い、橋りょうを新設し、又は

架け替えるなどのために、下部工として橋台の築造、上部工としてプレストレストコンク
けた

リート桁（以下「PC桁」という。）の製作、架設等を実施したものである。

これらの橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編。以下「示方

書」という。）等に基づいて行われている。そして、示方書によると、設計で想定されない地

震動が作用するなどした場合でも上部構造の落下を防止することができるように、落橋防止

システムを設けることとされている。この落橋防止システムの構成は、変位制限構造
（注 1）

、落橋

防止構造、桁かかり長
（注 2）

等の中から、橋りょうの形式、地盤条件等に応じて適切に選定するこ

ととされている。

このうち変位制限構造と落橋防止構造は、地震時において要求される役割、両構造が作用

し始める時期及び変位量が異なることから、これらを兼用すると、一方の機能の喪失が他方

の機能の喪失に結びつくため、兼用してはならないとされている。そして、落橋防止構造

は、構造的な損傷を少なくするために、橋軸方向の移動量を所定の範囲で可能な限り大きく

すること、橋軸直角方向への移動にも対処できるようにすることとされている。

また、落橋防止構造は、橋台が�種地盤
（注 3）

に支持されていて上部構造の長さが 50m以下の

橋りょう又は上部構造の両端が剛性の高い橋台に支持されていて上部構造の長さが 25m以

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 546 ―



下の橋りょうについては、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当して、その設置を省

略することができることとされている。ただし、所定の判定式により橋軸と支承の中心線と

のなす角（以下「斜角」という。）の小さい斜橋であると判定された場合や地震時に橋りょうに

影響を与える液状化が生ずる砂質土層等の不安定となる地盤がある場合には、予期しない大

きな変位が生ずることがあるため、落橋防止構造の設置を省略してはならないとされてい

る。

そして、原形復旧を原則とされている災害復旧事業の場合でも、被災した橋りょうが木橋

で原形復旧が不適当であるため、永久構造としてプレストレストコンクリート橋に架け替え

る場合には、上記と同様に示方書に基づき落橋防止構造の必要性を検討することとされてい

る。

（注 1） 変位制限構造 支承と補完し合って、上下部構造間の相対変位が大きくならないよう

にするためのもので、桁と橋台をアンカーバーで連結するなどしてその相対変位を

制限する構造

（参 考 例）

（注 2） 落橋防止構造、桁かかり長 桁と橋台の胸壁を PC鋼材で連結するなどして、上下部

構造間に予期しない大きな相対変位が生じた場合に、これが桁かかり長（桁端部か

ら下部構造頂部縁端までの長さ）を超えないようにする構造

（参 考 例）

（注 3） �種地盤 地震による揺れの大きさは、地盤の硬さなどにより異なり、耐震設計上で

はこれを考慮する必要がある。示方書では、地盤の揺れの程度に応じて、�種地

盤、�種地盤及び�種地盤と分類している。概略の目安としては、�種地盤は良好

な洪積地盤及び岩盤等が該当する。
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2 検査の結果

本院は、 5市町において、合規性等の観点から、橋りょう工事の設計が適切に行われてい

るかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件各工事（事業費計 376,486,950円、

うち国庫補助対象額 228,575,550円、国庫補助金 134,048,666円）について、設計図面、設計

計算書等の書類により検査したところ、落橋防止システムの設計が次のとおり適切でなかっ

た。

すなわち、 5市町は、変位制限構造と落橋防止構造を兼用することとしたり、斜角の小さ

い斜橋と判定される場合や地震時に液状化が生ずる地盤がある場合であるのに落橋防止構造

を設置しなかったりしていて、橋りょう上部工等（事業費相当額計 81,028,982円、うち国庫

補助対象額計 78,756,280円）の所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに

係る国庫補助金相当額計 45,948,500円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、示方書についての理解が十分でな

かったり、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でな

かったり、災害復旧事業における原形復旧についての理解が十分でなかったりしたことなど

によると認められる。

これを事業主体別に示すと次のとおりである。

�国庫補�
�助対象�
�事業費� �国庫補�

�助対象�
�事業費�

道 県 名 事業主体 補助事業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める事業
費

不当と認
める国庫
補助金

千円 千円 千円 千円

（784）北 海 道 札 幌 市 川向中通
線（仮称
川向中通
2 号橋）
新設工事

17 249,050
（107,908）

56,378 22,994
（22,845）

12,564

この補助事業は、札幌市が、川向中通線の道路改築事業の一環として、同市東区丘珠町地

内において、道路の拡幅等に伴い、一級河川丘珠藤木川に橋りょう（橋長 18.6m、幅員

9.2m）を新設するために、橋台 2基の築造、PC桁の製作、架設等を実施したものである。

そして、この橋りょうは、橋台の支承部を介して上部工と下部工を連結する構造となってい

る。

同市は、落橋防止システムの設計に当たり、本件橋りょうを設置する地盤には液状化が生

ずると判定された土層があり、地震時に不安定となる地盤がある場合に該当することなどか

ら、変位制限構造及び桁かかり長に加えて、落橋防止構造が必要であるとしていた。そし

て、このうち変位制限構造及び落橋防止構造については、いずれも支承部のアンカーバーに

より兼用して機能させることとして、変位制限構造に比べてより大きな水平力がかかる落橋

防止構造に必要な耐力を確保するために、アンカーバーの径を 50�と決定して、これを設
置すれば耐震設計上安全であるとして、これにより施工していた。

しかし、示方書によると、変位制限構造と落橋防止構造は、兼用してはならないとされて

いる。また、本件橋りょうの落橋防止構造は、上記のようにアンカーバーにより機能させる

こととしていたため、橋軸方向及び橋軸直角方向への移動に対処できないものとなってい

た。

したがって、本件橋りょう上部工等（これらの工事費相当額 22,994,382円、うち国庫補助

対象額 22,845,280円）は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る

国庫補助金相当額 12,564,750円が不当と認められる。
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道 県 名 事業主体 補助事業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める事業
費

不当と認
める国庫
補助金

千円 千円 千円 千円

（785）石 川 県 鳳珠郡穴
水町

町道二子
山線恵光
寺橋上部
工工事

17 15,057
（15,057）

6,938 8,113
（8,113）

3,738

�国庫補�
�助対象�
�事業費� �国庫補�

�助対象�
�事業費�

この補助事業は、穴水町が、町道二子山線の道路改築事業の一環として、同町前波地内に

おいて、二級河川前波川に架かる供用中の恵光寺橋を拡幅するために、PC桁の製作、架設

等を実施したものである。そして、この橋りょう（拡幅部の橋長 12.3m、幅員 3.7m）は、斜

角が 65度の斜橋となっている（参考図参照）。

同町は、本件橋りょうの橋台が�種地盤に支持されていること、PC桁の長さが 12.3mで

あることから、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当するので、落橋防止構造の設置

を省略しても耐震設計上安全であるとして、これにより施工していた。

しかし、本件橋りょうの設計の基礎となっている設計計算書をみると、本件橋りょうは、

所定の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定されており、落橋防止構造を設置する必

要があったにもかかわらず、最終的な検討結果としては、誤って、上記のとおり、落橋防止

構造の設置が省略されていた。そして、同町は、誤った設計計算書どおりに落橋防止構造を

省略していた。

したがって、本件橋りょう上部工等（工事費相当額 8,113,000円）は、所要の安全度が確保

されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額 3,738,343円が不当と認めら

れる。

（参 考 図）

橋りょう概念図

（786）兵 庫 県 豊 岡 市 市道八坂
線道路災
害復旧

17 26,828
（26,828）

22,616 11,983
（11,983）

10,101

この補助事業は、豊岡市が、市道八坂線を復旧する道路災害復旧事業の一環として、同市
いずし

出石町谷山地内において、台風により被災した普通河川谷山川に架かる木橋を新橋（橋長

16.5m、幅員 4.7m）に架け替えるために、橋台 2基の築造、PC桁の製作、架設等を実施した

ものである。そして、この橋りょうは、斜角が 60度の斜橋となっている。

同市は、本件工事が原形復旧を原則とした災害復旧事業であり、被災した木橋に落橋防止

構造が設置されていなかったことから、本件橋りょうに落橋防止構造を設置しないこととし
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て、これにより施工していた。

しかし、災害復旧事業として被災した木橋をプレストレストコンクリート橋に架け替える

際、当該橋りょうが斜橋である場合には、示方書に基づき、落橋防止構造の必要性を判定す

ることとされている。そして、所定の判定式によると、本件橋りょうは斜角の小さい斜橋と

判定され、落橋防止構造を設置しなければならないのに、同市は、このことについて認識し

ていながら、上記のとおり、落橋防止構造を設置していなかった。

したがって、本件橋りょう上部工等（工事費相当額 11,983,000円）は、所要の安全度が確保

されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額 10,101,669円が不当と認めら

れる。

（787）岡 山 県 浅 口 市 赤鉢橋災
害復旧工
事、迫 1
号橋災害
復旧工事

16～18 54,249
（48,436）

32,307 7,530
（6,064）

4,044

この補助事業は、浅口市（平成 18年 3月 20日以前は浅口郡鴨方町）が、河川等災害復旧事

業の一環として、同市六条院中地内において、二級河川里見川に架かる市道安倉線及び迫ノ

峠線の橋りょうを新橋に架け替えるために、赤鉢橋災害復旧工事（橋長 13.0m、幅員 2.8m）

及び迫 1号橋災害復旧工事（橋長 11.5m、幅員 2.8m～4.1m）により、それぞれ橋台 2基の築

造、PC桁の製作、架設等を実施したものである。

同市は、本件両橋りょうは、幅員が狭いなど小規模で利用が少ないことなどから、落橋防

止構造を設置しないこととして施工していた。

しかし、本件両橋りょうを設置する箇所にはいずれも液状化が生ずると判定された砂質土

層等の不安定な地盤があり、示方書によれば、橋りょうの規模等にかかわらず落橋防止構造

の設置を省略してはならないとされているのに、誤って、上記の理由から、落橋防止構造を

設置する必要はないと判断していた。

したがって、本件両橋りょう上部工等（工事費相当額計 7,530,600円、うち国庫補助対象額

計 6,064,000円）は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補

助金相当額計 4,044,688円が不当と認められる。

（788）広 島 県 広 島 市 都市計画
道路 3・
4 ・ 005
号矢賀間
所線整備

17、18 31,301
（30,345）

15,808 30,408
（29,751）

15,499

この補助事業は、広島市が、都市計画道路 3・ 4・005号矢賀間所線の街路事業の一環と
ぬくしな

して、同市東区矢賀地区及び温品地区において、一級河川中山川に橋りょう（橋長 15.0m、

幅員 14.9m～19.3m）を新設するために、PC桁の製作、架設等を実施したものである。

同市は、本件橋りょうの PC桁の両端が剛性の高い橋台に支持されていること、PC桁の

長さが 14.9mであることから、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当するので、落

橋防止構造の設置を省略しても耐震設計上安全であるとして、これにより施工していた。

しかし、本件橋りょうの設計の基礎となっている設計計算書をみると、橋りょうを設置す
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る地盤には、地震時に橋りょうに影響を与える液状化が生ずると判定されていた砂質土層が

あった。このため、本件橋りょうは、地震時に不安定となる地盤がある場合に該当して、落

橋防止構造を設置する必要があったのに、同市は、誤って、この判定結果を用いることな

く、落橋防止構造を省略していた。

したがって、本件橋りょう上部工（工事費相当額 30,408,000円、うち国庫補助対象額

29,751,000円）は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補

助金相当額 15,499,050円が不当と認められる。

（784）―（788）の計 376,486
（228,575）

134,048 81,028
（78,756）

45,948

（789）
（790）土地区画整理事業等の実施において支障となる水道管等の移設補償費の算定に当た

り、財産価値の減耗分を控除していなかったなどのため、補償費が過大となっている

もの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）都市計画事業費

道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））

（項）地方道路整備臨時交付金

部 局 等 2都県

補 助 の 根 拠 道路整備費の財源等の特例に関する法律（昭和 33年法律第 34号）、下水

道法（昭和 33年法律第 79号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

都 1、市 1、計 2事業主体

補 助 事 業 水道管等移設補償

補助事業の概要 道路を整備したり、下水道管きょを築造したりするなどのために、平

成 18年度に、支障となる水道管等の移設補償を行うもの

事業費の合計 70,028,921円（うち国庫補助対象額 59,318,353円）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

31,248,648円

不当と認める事
業費

12,244,564円（うち国庫補助対象額 11,495,334円）

不当と認める国
庫補助金相当額

6,099,994円

1 水道管等移設補償の概要

都道府県等の事業主体は、土地区画整理事業、公共下水道事業等の一環として、道路を整

備したり、下水道管きょを築造したりするなどのために、支障となる水道管等の移設補償を

行っている。
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道 県 名 事業主体 補助事業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める事業
費

不当と認
める国庫
補助金

千円 千円 千円 千円

�国庫補�
�助対象�
�事業費� �国庫補�

�助対象�
�事業費�
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上記土地区画整理事業等の公共事業の施行に伴い機能の廃止等が必要となる既存の公共施

設等についてその機能回復を図ることを目的とする公共補償については、「公共事業の施行

に伴う公共補償基準要綱」（昭和 42年閣議決定）及び「公共補償基準要綱の運用申し合せ」（昭和

42年用地対策連絡会）（以下、これらを「公共補償基準」という。）に基づき、事業主体が、その

原因者として水道管等の公共施設等の管理者に対して補償費を支払うものとされている。

そして、公共補償基準によると、公共事業の施行に伴い、公共施設等の管理者が、機能の

廃止等が必要となる施設等と同等の代替施設を建設する場合には、事業主体は、当該施設の

建設に要する費用から既存の施設等の機能廃止時までの財産価値の減耗分（以下「財産価値の

減耗分」という。）等を控除するなどして補償費を算定することとなっている。この財産価値

の減耗分については、当該施設を新たに建設するのに必要な費用に基づき、補償時点におけ

る対象施設の耐用年数に対する経過年数に応じて算定することとなっている。ただし、国、

地方公共団体又はこれらに準ずる団体によって管理されている公共施設等については、当該

施設等に係る決算が継続的に赤字状況にあるなど、減耗分相当額を調達することが極めて困

難な場合等のやむを得ないと認められるときは、財産価値の減耗分の全部又は一部を控除し

ないことができることとなっている。

2 検査の結果

本院は、東京都及び徳島県美馬市において、合規性、経済性等の観点から、補償費の算定

が適切に行われているかなどに着眼して、補償契約書等の書類により会計実地検査を行っ

た。

検査したところ、上記の 2事業主体において、水道管等の移設補償費の算定に当たり、財

産価値の減耗分を控除しないことができる場合に当たらないことから、これを控除しなけれ

ばならないのに、誤って、控除していないなどしていた。

このため、補償費計 12,244,564円（うち国庫補助対象額 11,495,334円）が過大になってお

り、これに係る国庫補助金相当額 6,099,994円が過大に交付されていて、不当と認められ

る。

このような事態が生じていたのは、 2事業主体において、補償費の算定に当たり、公共補

償基準の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。

これを事業主体別に示すと次のとおりである。

都 県 名 事業主体 年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補助
対象事業
費

�
�
�

左に対する国
庫補助金交付
額

不当と認める
事業費
�
�
�

国庫補助
対象事業
費

�
�
�

不当と認める
国庫補助金

千円 千円 千円 千円

（789） 東 京 都 東 京 都 18 39,574
（31,789）

17,484 7,046
（7,046）

3,875

東京都は、土地区画整理事業の施行に伴い支障となる水道管等の移設補償費の算定に当た

り、既存の水道管等と同等の水道管等を建設するのに要する費用 17,323,455円について、財

産価値の減耗分を控除していなかった。

しかし、水道事業の平成 15年度から 17年度までの収益的収支の決算はいずれも黒字と

なっており、継続的な赤字状況にないなど、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場

合等のやむを得ないと認められるときには該当しないことから、財産価値の減耗分を控除す

べきであった。
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したがって、本件補償費は、水道管等の耐用年数 40年に対する移設対象の水道管等の経

過年数 16年及び 22年に応じた減耗分相当額計 7,046,553円（全額国庫補助対象額）が過大に

なっており、これに係る国庫補助金相当額 3,875,604円が過大に交付されている。
（790） 徳 島 県 美 馬 市 18 30,454

（27,528）
13,764 5,198

（4,448）
2,224

美馬市は、公共下水道事業の施行に伴い支障となる水道管等の移設補償費の算定に当た

り、既存の水道管等と同等の水道管等を建設するのに要する費用 7,360,000円について、財

産価値の減耗分を控除していなかった。また、補償費に係る消費税相当額 1,450,200円を加

算していた。

しかし、美馬市における水道事業の平成 16、17両年度の収益的収支の決算は黒字となっ

ており、継続的な赤字状況にないなど、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合等

のやむを得ないと認められるときには該当しないことから、財産価値の減耗分を控除すべき

であった。また、本件水道事業管理者は、消費税法（昭和 63年法律第 108号）上、課税売上高

に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することができる事業者に該

当しており、このような場合には、消費税相当額は補償費の算定上考慮しないこととされて

いることから、補償する必要がなかった。

したがって、本件補償費は、水道管等の耐用年数 40年に対する移設対象の水道管等の経

過年数 12年、14年及び 27年に応じた減耗分相当額計 3,747,811円、補償の必要がなかった

消費税相当額 1,450,200円、合計 5,198,011円（うち国庫補助対象額 4,448,781円）が過大に

なっており、これに係る国庫補助金相当額 2,224,390円が過大に交付されている。

（789）（790）の計 70,028
（59,318）

31,248 12,244
（11,495）

6,099

（791）―

（794）
下水道事業等の実施に当たり、補助の対象となる事務費の算定が適切でなかったた

め、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省

（項）都市計画事業費

（項）揮発油税等財源都市環境整備事業費

（項）都市環境整備事業費

道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））

（項）道路環境整備事業費

部 局 等 4府県

補 助 の 根 拠 都市公園法（昭和 31年法律第 79号）、下水道法（昭和 33年法律第 79号）、

都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）、道路法（昭和 27年法律第

180号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

県 1、市 3、計 4事業主体
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都 県 名 事業主体 年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補助
対象事業
費

�
�
�

左に対する国
庫補助金交付
額

不当と認める
事業費
�
�
�

国庫補助
対象事業
費

�
�
�

不当と認める
国庫補助金

千円 千円 千円 千円
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補 助 事 業 浸水対策下水道事業、都市公園事業等

補助事業の概要 浸水対策のため雨水管きょを築造したり、都市公園を整備するために

用地を取得したりするなどのもの

事業費の合計 25,048,028,902円（平成 16年度～18年度）

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

12,231,249,080円

不当と認める事
業費

49,350,008円（平成 16年度～18年度）

不当と認める国
庫補助金相当額

23,704,706円（平成 16年度～18年度）

1 事務費の概要

国土交通省は、同省所管の補助事業の実施に要する経費について、事業主体に対して直接

又は間接に国庫補助金を交付している。そして、同省都市・地域整備局所管の補助事業にお

ける事業費の内容及び算定方法については、「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等

要領」（平成 13年 6月 27日国都総第 2000号国土交通省都市・地域整備局長通知。以下「申請要領」

という。）に定められている。

申請要領によると、補助事業の事業費は、本工事費、用地費、補償費等から成る工事費と

職員の人件費、旅費、庁費等から成る事務費に区分されている。このうち、事務費について

は、事業費を一定の金額の段階に区分して、区分ごとにそれぞれ定められた率（以下「事務費

率」という。）を乗じて得た額を合計して事務費補助限度額として、その範囲内の額とするこ

ととなっている。そして、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施行する場

合、用地費等に係る公共施設管理者負担金
（注）

を支払う場合及び土地開発公社等から先行取得用

地を再取得する場合は、事業主体が自ら行う事務量が軽減され、その分の人件費や旅費、庁

費等の費用を要しないことから、上記により算出した額から、当該委託費、負担金及び再取

得費の合計額に事務費率を乗じて得た額の 2分の 1を控除した額を事務費補助限度額とする

こととなっている。

（注） 公共施設管理者負担金 土地区画整理事業の施行地区内において、道路、公園等の公共

施設の新設又は変更を行う場合に、当該公共施設に係る用地費、物件移転補償費及び

事務費について、それぞれの公共施設の管理者又は管理者となるべき者が土地区画整

理事業の施行者に支払う負担金

2 検査の結果

本院は、28都道府県及びその管内の 294市区町等において、合規性等の観点から、補助

の対象となる事務費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、完了実績報告書等の書

類により会計実地検査を行った。

検査したところ、 4事業主体が事業費計 25,048,028,902円（国庫補助金 12,231,249,080円）

で実施した浸水対策下水道事業、都市公園事業等において、補助の対象となる事務費の算定

が次のとおり適切でなかった。

すなわち、 4事業主体は、上記の事業費に事務費率を乗じて事務費補助限度額を計

370,152,000円と算定して、この範囲内で執行された事務費計 347,141,764円を補助の対象と

していた。
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しかし、この事業費には、国や他の地方公共団体等への工事の委託費、公共施設管理者負

担金及び土地開発公社からの先行取得用地の再取得費が計 5,059,204,939円含まれており、

当該委託費等の額に事務費率を乗じて得た額の 2分の 1を控除しなければならないのに、 4

事業主体は、誤って、これを控除することなく事務費補助限度額を算定していた。

したがって、所要の控除を行って適正な事務費補助限度額を算定すると、一部の事業主体

で計上していなかった工事費の額 11,269,392円を考慮しても計 286,522,364円となり、前記

の補助の対象とした事務費計 347,141,764円は 60,619,400円過大になっていた。そして、上

記の適正な事務費補助限度額及び計上していなかった工事費を基に改めて事業費を算定する

と計 24,998,678,894円となり、本件事業費計 25,048,028,902円は 49,350,008円過大になって

おり、これに係る国庫補助金相当額 23,704,706円が過大に交付されていて、不当と認められ

る。

上記の事態について、一例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

新潟市は、下水道事業の一環として、浸水対策のために、平成 17、18両年度に雨水管

きょ築造工事等を事業費計 15,459,700,000円（うち国庫補助金 7,729,850,000円）で実施して

いる。

上記の事業費のうち事務費については、事業費の額に事務費率を乗じて事務費補助限度

額を 143,298,000円と算定して、この範囲内で執行された事務費 142,969,898円を補助の対

象としていた。

しかし、この事業費には、国管理の空港内における雨水管きょ敷設工事、新潟県管理の

排水機場内におけるポンプ場上屋建設工事等を国や県等に委託して施行した工事に係る委

託費 1,900,420,464円が含まれているのに、当該委託費の額に事務費率を乗じて得た額の

2分の 1を控除することなく事務費補助限度額を算定していた。

したがって、委託費に係る所要の控除を行って適正な事務費補助限度額を算定すると

116,370,456円となり、前記の補助の対象とした事務費 142,969,898円は 26,599,442円過大

になっており、これに係る国庫補助金相当額 13,299,721円が過大に交付されている。

このような事態が生じていたのは、 4事業主体において、補助の対象となる事務費の算定

に当たり、委託費等に係る控除についての認識等が十分でなかったことなどによると認めら

れる。

これを事業主体別に示すと次のとおりである。

府 県 名 事業主体 補助事業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める事業
費

不当と認
める国庫
補助金

事務費の
控除対象
費目

千円 千円 千円 千円

（791）新 潟 県 新 潟 市 浸水対策
下水道事
業

17、18 15,459,700 7,729,850 26,599 13,299 工事の委
託費

（792）京 都 府 京 都 市 まちづく
り交付金

17、18 1,473,330 791,400 5,670 2,268 同

（793）兵 庫 県 兵 庫 県 都市公園
事業

16、17 5,685,998 2,542,999 11,941 5,970 用地費等
に係る公
共施設管
理者負担
金

（794）福 岡 県 大野城市 都市公園
事業、街
路事業

17 2,429,000 1,167,000 5,138 2,165 先行取得
用地の再
取得費

（791）―（794）の計 25,048,028 12,231,249 49,350 23,704
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（795）まちづくり交付金による地域生活基盤施設事業の実施に当たり、練石積工の施工が設

計と著しく相違していたため、工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）都市環境整備事業費

部 局 等 山梨県

交 付 の 根 拠 都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）

交付金事業者
（事 業 主 体）

山梨県南都留郡富士河口湖町

交 付 金 事 業 地域生活基盤施設

交付金事業の概
要

観光施設の園路等を整備するために、平成 17年度に、練石積工等を

施工するもの

事 業 費 82,215,000円

上記に対する交
付金交付額

36,111,949円

不当と認める事
業費

7,998,000円

不当と認める交
付金相当額

3,513,024円

1 交付金事業の概要

この交付金事業は、山梨県南都留郡富士河口湖町が、西湖地区の魅力をいかした「いやし
かやぶき

とふれあいの里づくり」による地域活性化を目標に、まちづくり交付金により茅葺集落の再

生による新たな観光拠点の形成、インフラ整備等を行う地域生活基盤施設事業等の一環とし

て、同町西湖根場地内において、茅葺集落の園路等を整備するために、平成 17年度に、練

石積工、土工等を、工事費 82,215,000円（交付金 36,111,949円）で実施したものである。

このうち、練石積工は、園路等の土留めとして築造するものであり、当該地区が観光拠点

となることから、周囲の景観に配慮して、自然石（以下「石材」という。）を用いて施工するも

のである（参考図参照）。

設計図面によれば、練石積工（高さ 0.3m～3.3m、施工面積 1,008.9�）は、径 35�内外の石
材を積み上げて、石材と石材の間には、コンクリートを打設するなどして、石材とコンク

リートを一体化させる構造としている。

上記の設計図面によると、石材と石材のすき間は、ほとんど生じないこととなっているも

のの、実際の施工においては、大きさの異なる石材をそのまま用いることからすき間が生じ

ることとなる。そこで、同町は、練石積工が景観に配慮したものであることから、コンク

リートを露出させないように、石材を積み上げる際に、すき間にはその幅に合うような石材

を使用するように請負人に指示していた。

2 検査の結果

本院は、山梨県南都留郡富士河口湖町において、合規性等の観点から、施工が適切に行わ

れているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図書等

の書類及び現地の状況を検査したところ、練石積工の施工が次のとおり適切でなかった。

すなわち、練石積工の現場において、すき間の石材が手で容易に動いたり、コンクリート

が露出したりしている箇所が見受けられた。そこで、施工面積 1,008.9�について、70�（石
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材の径の約 2倍）四方の 1,916か所に区切るなどして、それぞれの箇所で出来形の状況を確

認したところ、�石材はコンクリートと一体化させなければならないのに、すき間の石材が
手で容易に動くもののある区画が 446か所、208.0�あったり、�コンクリートは石材と石
材のすき間から露出させないように施工することになっているのに、石材の表面付近までコ

ンクリートが露出している区画が 123か所、56.5�あったりなどしていた。
上記のような状況となっている箇所の重複分を除いた合計は、499か所、231.1�であり、
これらの箇所では、すき間の石材がコンクリートと一体化しておらず落石のおそれがあるこ

とから通行者等に対する安全性が確保されていなかったり、石材の表面付近までコンクリー

トが露出していることから周囲の茅葺集落の景観に配慮されていなかったりなどしていた。

このような事態が生じていたのは、請負人が設計図書等についての理解が十分でないまま

粗雑な施工をしていたのに、これに対する同町の監督及び検査が十分でなかったことによる

と認められる。

したがって、本件練石積工 231.1�（工事費相当額 7,998,000円）は、施工が設計と著しく相

違しており、工事の目的を達しておらず、これに係る交付金相当額 3,513,024円が不当と認

められる。

（参 考 図）

練石積工の概念図

練石積工の断面図（当局の設計図面）
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（796）公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提供するために整備された高齢者生

活相談所が、整備目的に沿った利用がされておらず、補助の目的を達していないもの

会計名及び科目 � 一般会計 （組織）建設本省 （項）住宅建設等事業費

� 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）住宅建設等事業費

部 局 等 滋賀県

補 助 の 根 拠 公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

滋賀県栗東市（平成 13年 9月 30日以前は栗太郡栗東町）

補 助 事 業 シルバーハウジング・プロジェクトによる公営住宅整備

補助事業の概要 高齢者の生活特性に配慮した住宅及び附帯施設の供給並びに福祉サー

ビスの提供を行う公営住宅を整備する事業

事 業 費 � 539,175,000円（平成 10、11両年度）

（うち国庫補助対象額 536,130,000円）

� 662,630,300円（平成 13、14両年度）

（うち国庫補助対象額 654,660,000円）

計 1,201,805,300円（うち国庫補助対象額 1,190,790,000円）

上記に対する国
庫補助金交付額

� 268,065,000円

� 327,330,000円

計 595,395,000円

不当と認める事
業費

� 9,600,000円（平成 10、11両年度）（全額国庫補助対象額）

� 13,490,520円（平成 13、14両年度）

（うち国庫補助対象額 13,328,299円）

計 23,090,520円（うち国庫補助対象額 22,928,299円）

不当と認める国
庫補助金相当額

� 4,800,000円（平成 10、11両年度）

� 6,664,149円（平成 13、14両年度）

計 11,464,149円

1 補助事業の概要

この補助事業は、滋賀県栗東市（平成 13年 9月 30日以前は栗太郡栗東町）が、シルバーハ

ウジング・プロジェクトによる公営住宅整備事業として、10、11両年度に手原団地におい

て公営住宅（鉄筋コンクリート造 6階建て、管理戸数 35戸、高齢者生活相談所 1か所）を事

業費 539,175,000円（うち国庫補助対象額 536,130,000円、国庫補助金 268,065,000円）で、

13、14両年度に下戸山団地において公営住宅（鉄筋コンクリート造 3階建て、管理戸数 36

戸、高齢者生活相談所 1か所）を事業費 662,630,300円（うち国庫補助対象額 654,660,000円、

国庫補助金 327,330,000円）で整備したものである。そして、同市は、手原団地については

12年 4月、下戸山団地については 14年 7月から管理を開始している。

シルバーハウジング・プロジェクトは、高齢者が地域社会の中で自立して安全かつ快適な

生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援するために、高齢者の生活特性に配慮し

た住宅（以下「シルバーハウジング」という。）及び附帯施設の供給を行うとともに、ライフサ

ポートアドバイザー（以下「LSA」という。）により、シルバーハウジングに入居する高齢者（以
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下「入居者」という。）に対して、生活指導・相談、安否の確認等の福祉サービスの提供を行う

事業である。

シルバーハウジング・プロジェクトの実施に当たっては、「シルバーハウジング・プロ

ジェクトの実施について」（平成 13年国住備発第 51号、厚生労働省老発第 114号国土交通省住宅局

長及び厚生労働省老健局長通知）等に基づき、事業主体がシルバーハウジング及び附帯施設の

供給に関する事項や LSAにより提供される福祉サービスに関する事項等について事業計画

を策定しなければならないこととされている。

同市は、本件補助事業の実施に当たり、10年 10月にシルバーハウジング・プロジェクト

の事業計画を手原団地を対象として策定し、さらに、13年 7月に下戸山団地を対象として

追加する変更を行い、手原団地については 35戸のうち 11戸を、下戸山団地については 36

戸のうち 12戸をシルバーハウジングとすることとしていた。そして、当該事業計画におい

て、同市は、附帯施設として、LSAが入居者の生活指導・相談等を行ったり、LSA及び入

居者の管理の下に入居者の相互の交流の場所として利用したりする高齢者生活相談所を両団

地内に設置して、原則として平日の日中に LSAをこれらの高齢者生活相談所に派遣するこ

ととしていた。

同市は、上記の事業計画に基づき、本件補助事業において、高齢者生活相談所を、手原団

地については 10、11両年度に 1か所（62.2�）、下戸山団地については 13、14両年度に 1か

所（81.6�）それぞれ整備していた。
2 検査の結果

本院は、滋賀県及び栗東市において、有効性等の観点から、高齢者生活相談所の利用状況

等に着眼して会計実地検査を行った。そして、本件補助事業について、事業計画書、福祉

サービスの提供状況等に関する書類等により検査したところ、次のとおり適切とは認められ

ない事態が見受けられた。

すなわち、同市は、10年度に手原団地の高齢者生活相談所の整備に着手した後、12年

4月の同団地の管理開始に伴う福祉サービスの提供方法の具体的な運用について、住宅担当

部局と福祉担当部局で協議を行い、福祉サービスの提供に係る費用等を考慮した結果、LSA

の派遣を見送り、将来検討することとしていた。

しかし、その後、同市が福祉サービスの提供方法の具体的な運用について何ら見直しを

行っていなかったため、LSAの派遣は、管理開始当初から会計実地検査時点（19年 11月）ま

での間、実績がない状況となっていた。

また、同市は、下戸山団地の管理開始に伴う福祉サービスの提供方法の具体的な運用の協

議を行っていなかったため、LSAの派遣は、手原団地と同様に、14年 7月の管理開始当初

から会計実地検査時点までの間、実績がない状況となっていた。

このため、両団地の高齢者生活相談所は、整備目的である入居者の生活相談や相互の交流

の場所として、全く利用されていなかった。

このような事態が生じていたのは、同市において、シルバーハウジング・プロジェクトの

趣旨を十分理解していなかったこと、滋賀県において、同市に対する指導が十分でなかった

ことなどによると認められる。

したがって、LSAによる福祉サービス等の提供施設として手原団地及び下戸山団地にお

いて整備された高齢者生活相談所（事業費 9,600,000円（全額国庫補助対象額）及び 13,490,520
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円（うち国庫補助対象額 13,328,299円）、計 23,090,520円（うち国庫補助対象額 22,928,299

円））は、整備目的に沿った利用が全くされていないことから、本件補助事業の目的を達して

おらず、これに係る国庫補助金相当額 4,800,000円及び 6,664,149円、計 11,464,149円が不当

と認められる。

（797）住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、

設置したコンクリートブロック等が工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）住宅建設等事業費

部 局 等 滋賀県

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

滋賀県

補 助 事 業 住宅宅地基盤特定治水施設等整備
のりふく

補助事業の概要 洪水対策等のために、平成 18年度に法覆護岸工、根固め工等を施工

するもの

事 業 費 60,388,650円

上記に対する国
庫補助金交付額

30,194,325円

不当と認める事
業費

15,629,000円

不当と認める国
庫補助金相当額

7,814,500円

1 補助事業の概要

この補助事業は、滋賀県が、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業の一環として、甲賀市
そま のりふく

甲南町の一級河川杣川において、洪水対策等のために、平成 18年度に、法覆護岸工、根固

め工等を工事費 60,388,650円（国庫補助金 30,194,325円）で実施したものである。

このうち、法覆護岸工及び根固め工の一部として施工したコンクリートブロックについて

は、当初設計においては、計画河床である下流側と現況河床である上流側とのすりつけ部の

護岸等を保護する目的で左右両岸に合わせて 37個のコンクリートブロック（以下「護岸側ブ

ロック」という。）を設置することとしていた。そして、翌年度も継続して上流部の改修工事

を進めていく予定であったが、事情によりこれを中断することとした。このため、下流側と
こう

上流側とのすりつけ部の河床が計画河床より急な勾配のままとなることから、流水により河

床が洗掘されて護岸や下流側の河床等にも影響を及ぼすことがないように、設計変更を行っ

て、河川の中央部に 128個のコンクリートブロック（以下「中央部ブロック」という。）を追加

して設置することとした。

そして、同県は次のように護岸側ブロック及び中央部ブロックを設置していた。

護岸側ブロックは、施工箇所の左右両岸の護岸に沿って 1列に鉄筋等で連結せずに設置し

た。また、中央部ブロックは、この箇所は下流側と上流側の川幅が異なるため、狭あいな下

流側の川幅に合わせて、河川を横断する方向に 1列当たり 16個のコンクリートブロックを

流水の方向に 8列とした長方形状に設置して鉄筋で連結して全体をたわむ構造としていた
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（参考図参照）。

2 検査の結果

本院は、滋賀県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算書等の書類及

び現地の状況を検査したところ、護岸側ブロック及び中央部ブロックの設計が次のとおり適

切でなかった。

すなわち、河床の洗掘を防止するために河川を横断して設置する構造物については、「建

設省河川砂防技術基準（案）同解説」（社団法人日本河川協会編）等によると、本件のようにコン

クリートブロックを用いてたわむ構造とする場合には流水の作用に対して安全であることが

必要であるとされている。このため、構造物を構成するコンクリートブロックや鉄線等が流

水により移動や過大な変形を生じない形状等とする必要があるとされている。また、特に高

流速となり流れが乱れる区間では、鉄筋によるコンクリートブロック間の連結等によって全

体が一体となって流水に抵抗できるようにすべきであるとされている。

しかし、同県は、中央部ブロックを狭あいな下流側の川幅に合わせて設置したため、中央

部ブロックと護岸側ブロックとの間にすき間が空いているのに袋詰め玉石等で間詰めしてい

なかったり、護岸側ブロックと中央部ブロックとを鉄筋等で連結していなかったりして、護

岸側ブロック及び中央部ブロックが一体となっていないことなどから、護岸側ブロック及び

中央部ブロック全体が流水の作用に対して安全な構造となっていなかった。

このため、会計実地検査時（20年 4月）において、護岸側ブロックと中央部ブロックのす

き間が空いている箇所に流水による水みちができ、これにより中央部ブロックの最上流端部

から下流側にわたって河床が洗掘されていて、中央部ブロックの最上流端部においては、河

川横断面の中央付近と護岸側の河床高に最大で約 1 mの高低差が生じていた。また、下流

側においては、計画河床高で施工した河床が左右両岸の護岸に接している部分で最大約 1 m

洗掘されていた。

このような事態が生じていたのは、同県において、護岸側ブロック及び中央部ブロックの

設計に対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件護岸側ブロック及び中央部ブロック等（工事費相当額 15,629,000円）は、

設計が適切でなかったため、流水による河床の洗掘に対応できない構造となっていて、今

後、河床の洗掘が進行して護岸等に損傷が生ずるおそれがあり、工事の目的を達しておら

ず、これに係る国庫補助金相当額 7,814,500円が不当と認められる。
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（参 考 図）

コンクリートブロック設置状況概念図

（798）災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、床版の所要の安全度が確

保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）河川等災害復旧事業費

部 局 等 滋賀県

補 助 の 根 拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

滋賀県

事業の委託先 高島市

補 助 事 業 国道 367号道路災害復旧

補助事業の概要 大型車両の通行を可能にするために、平成 18年度に橋りょうの床版

を補強するもの

事 業 費 39,180,750円（うち国庫補助対象額 31,456,950円）

上記に対する国
庫補助金交付額

20,981,785円

不当と認める事
業費

31,456,950円

不当と認める国
庫補助金交付額

20,981,785円
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1 補助事業の概要

この補助事業は、滋賀県が、平成 18年 3月の地滑り災害により寸断された国道 367号の
くつ き

災害復旧事業の一環として、高島市朽木村井地内を通る市道八幡谷線 1,065mの区域を国道
あ ど

367号に変更して、大型車両の通行を可能にするために、18年度に、一級河川安曇川に架か

る村井橋（橋長 69.8m、幅員 4.7m）の床版補強工等を工事費 39,180,750円（うち国庫補助対象

額 31,456,950円、国庫補助金 20,981,785円）で高島市に委託して実施したものである。

本件床版補強工は、炭素繊維を一方向に配列した幅 50�のテープ状の炭素繊維シート（以
下「シート」という。）を床版上面及び下面に樹脂により接着するなどしてシートと床版とを一

体化させて、曲げ耐力の増大を図り、昭和 44年に設計自動車荷重（以下「設計荷重」という。）

14 tで設計して築造された床版を、通行を見込んでいる大型観光バス等の車両の規格に合わ

せて、設計荷重 17 tに対応できる構造に補強するものである。

本件床版補強工の設計に当たっては、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編。

以下「示方書」という。）に基づき、床版の橋軸直角方向及び橋軸方向に配置されている鉄筋に

生ずる応力度等について照査を行った上、「既設橋梁の耐震補強工法事例集」（財団法人海洋架

橋・橋梁調査会発行）等を参考にして、所定の規格のシートにより橋軸直角方向を補強すれば

応力計算上安全であるとして、これにより施工していた（参考図参照）。

2 検査の結果

本院は、滋賀県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して、会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算書等の書類

により検査したところ、床版補強工の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、床版補強工の設計に当たり、同設計の基礎となっている設計計算書によると、

車両の荷重により床版下面の橋軸方向に配置されている鉄筋に生ずる応力度について、引張

応力度
（注 1）

を 157.2N/�、許容引張応力度
（注 1）

を 140N/�としていて、引張応力度が許容引張応力度
を上回っていて応力計算上安全とされる範囲に収まっていないのに、誤って、下回っていて

安全であるとしていた。

また、示方書によると、床版については、横げた（参考図参照）の影響を考慮して橋軸直角

方向及び橋軸方向に配置されている床版上面の鉄筋に生ずる引張応力度等について照査する

こととされているほか、終局荷重作用時
（注 2）

の部材断面に生ずる曲げモーメント
（注 3）

が、部材断面の

破壊抵抗曲げモーメント
（注 3）

を下回っていることを照査することとされているが、同県は、これ

らの照査を行っていなかった。

そこで、本件床版について、示方書に基づく再計算等の詳細な報告を求めて、その報告内

容を確認するなどした。その計算結果によると、横げた上の床版上面の橋軸方向に配置され

ている鉄筋に生ずる引張応力度は 157.2N/�となり許容引張応力度 140N/�を上回ることと
なり、さらに、終局荷重作用時の部材断面に生ずる曲げモーメントは 37.6kN・mとなり部材

断面の破壊抵抗曲げモーメント 31.0kN・mを大幅に上回っていて、いずれも応力計算上安全

とされる範囲に収まっていなかった。

このような事態が生じていたのは、高島市が委託した設計業務の成果品に誤りがあったの

に、これに対する同市の検査が十分でなかったこと及び同県における上記の成果品に対する

確認が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、本件床版補強工（工事費 31,456,950円）は、設計が適切でなかったため、床版
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の所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金 20,981,785円

が不当と認められる。

（注 1） 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力が掛かったと

き、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が

設計上許される上限を「許容引張応力度」という。

（注 2） 終局荷重作用時 材の破壊に対する所要の安全度が確保されるように、材の耐力と比

較するために設定された外力条件を終局荷重といい、この荷重が作用する状態を

「終局荷重作用時」という。

（注 3） 曲げモーメント・破壊抵抗曲げモーメント 「曲げモーメント」とは、外力が材に作用

して、これを曲げようと材に生ずる力をいい、材の曲げ破壊に抵抗できる曲げモー

メントの上限を「破壊抵抗曲げモーメント」という。

（参 考 図）

橋りょう上部構造概念図

床版補強工概念図

（799）港湾改修事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、スイングゲートの所要の

安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 港湾整備特別会計（港湾整備勘定）（平成 20年度以降は社会資本整備事

業特別会計（港湾勘定））（項）離島港湾事業費

部 局 等 九州地方整備局

補 助 の 根 拠 港湾法（昭和 25年法律第 218号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

長崎県

補 助 事 業 曽根港改修

補助事業の概要 臨港道路を改良するために、平成 17年度に、路盤工、排水工、スイ

ングゲートの製作、設置等を行うもの
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事 業 費 24,022,950円（うち国庫補助対象額 23,155,650円）

上記に対する国
庫補助金交付額

11,577,825円

不当と認める事
業費

2,398,000円（全額国庫補助対象額）

不当と認める国
庫補助金相当額

1,199,000円

1 補助事業の概要

この補助事業は、長崎県が、曽根港改修事業の一環として、南松浦郡新上五島町の曽根港

において、臨港道路（延長 371.5m）を改修するために、平成 17年度に、路盤工、排水工、ス

イングゲートの製作、設置等を工事費 24,022,950円（うち国庫補助対象額 23,155,650円、国

庫補助金 11,577,825円）で実施したものである。
こう

このうち、陸閘

（注 1）

の一種であるスイングゲートは、臨港道路と海岸の間に築造されている護

岸の胸壁の開口部（高さ 1.4m、幅 2.0m）を台風等の異常時に閉鎖できるように、平鋼

（1,450�×2,150�、厚さ 6�）に外枠として溝形鋼（150�×75�、厚さ 6�）、扉全体の強度
けた

の補強のための横桁として上から 48.2�の位置に山形鋼（75�×75�、厚さ 6�。以下「上段
の横桁」という。）及び下から 48.5�の位置に溝形鋼（150�×75�、厚さ 6�）等（以下、これ
らの鋼材を「各部材」という。）を溶接するなどして製作するステンレス製の回転式の扉である

（参考図参照）。

スイングゲートの設計に当たっては、本件工事の発注前に同港を利用する地元住民から設

置の要望があり、その設置箇所及び大きさが確定していなかったため、暫定的に形状を設定

していた。そして、同県は、本件工事の施工中に決定したスイングゲートの設置箇所、大き

さ及び材質を設計変更の際に設計条件として請負人に示して、請負人から提出されたスイン

グゲートの構造図等に基づき施工させていた。

2 検査の結果

本院は、長崎県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、構造図等の書類により

検査したところ、スイングゲートの設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、護岸の胸壁を築造する際に適用することとなっている「海岸保全施設の技術上

の基準・同解説」（海岸保全施設技術研究会編。以下「技術基準」という。）によれば、スイング

ゲートの構造型式や構造諸元の決定に当たっては、潮位、波浪等を考慮することとされてお

り、本件スイングゲートは、設置箇所が海に面していることから、波浪による波力が作用す

ることとして各部材の応力計算を行った上でその構造を決定すべきであるのに、同県は、応

力計算を行っていなかった。

そこで、実際に設置されたスイングゲートについて、技術基準に基づく応力計算等の詳細

な報告を求めて、その報告内容を確認するなどした。その計算結果によると、本件スイング

ゲートに作用する波力は、その上端部で 8.6kN/�から下端部で 18.1kN/�、上段の横桁に
作用する波力は 11.8kN/�となることから、上段の横桁に生ずる曲げ引張応力度

（注 2）
は 334N/�

となり、許容曲げ引張応力度
（注 2）

100N/�を大幅に上回っていて、応力計算上安全とされる範囲
に収まっていなかった。
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このような事態が生じていたのは、同県において、スイングゲートの設計変更の際に、そ

の設置箇所、大きさ及び材質を示したのみで、波浪による波力の作用について、設計に当

たって検討を行っていなかったことなどによると認められる。

したがって、本件スイングゲート（工事費相当額 2,398,000円）は、設計が適切でなかった

ため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額

1,199,000円が不当と認められる。
こう

（注 1 ） 陸閘 港湾、海浜等を利用するために、堤防、胸壁に車両、人の通行が可能なように

設けた門扉で、台風等の異常時には閉鎖して、堤防等と同様の防災機能を有する施

設

（注 2 ） 曲げ引張応力度・許容曲げ引張応力度 「曲げ引張応力度」とは、材の外から曲げよう

とする力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力のうち引張側に生ずる力

の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げ引

張応力度」という。

（参 考 図）

スイングゲート概念図

スイングゲート断面図
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（800）災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確

保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）河川等災害復旧事業費

部 局 等 宮崎県

補 助 の 根 拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

宮崎県

補 助 事 業 16年発生道路災害復旧

補助事業の概要 被災した道路を復旧するために、平成 17年度に土留対策工等を施工

するもの

事 業 費 76,714,000円

上記に対する国
庫補助金交付額

51,168,238円

不当と認める事
業費

69,945,000円

不当と認める国
庫補助金相当額

46,653,315円

1 補助事業の概要

この補助事業は、宮崎県が、平成 16年 9月の台風により被災した一般国道 448号の災害

復旧事業の一環として、串間市市木地内において、崩壊した道路を復旧するために、17年

度に、土工、土留対策工等を工事費 76,714,000円（国庫補助金 51,168,238円）で実施したもの

である。

本件工事のうち、土留対策工は、H形鋼（高さ 350�、幅 350�）を建て込むなどして構築
する山留壁からアンカー 16本を地山に打ち込み、アンカー頭部に腹起し材、鋼製台座等を

設置して擁壁を築造するものである。このうち、腹起し材は、アンカーの張力を山留壁に伝

えるために H形鋼を水平に設置するものである（参考図参照）。

本件擁壁の設計に当たっては、「グラウンドアンカー施工のための手引書」（社団法人日本ア

ンカー協会編）等（以下「手引書等」という。）に基づいて行っている。そして、腹起し材につい

ては、手引書等に基づき設計計算を行い、高さ 250�、幅 250�の H形鋼を使用すれば、H

形鋼に生ずる曲げ応力度
（注）

161.5N/�が許容曲げ応力度
（注）

210N/�を下回ることから、応力計算
上安全であるとして、これにより施工していた。

2 検査の結果

本院は、宮崎県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼

して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算書等の書類に

より検査したところ、腹起し材の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、本件擁壁は恒久的に供用される構造物であり、手引書等によると、腹起し材に

使用する H形鋼の許容曲げ応力度は 140N/�とされているのに、誤って、仮設構造物等に
適用される許容値 210N/�を用いて設計していた。
そこで、改めて本件擁壁について、再計算等の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認

するなどした。その計算結果によると、腹起し材に生ずる曲げ応力度は 161.5N/�となり、
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許容曲げ応力度 140N/�を上回ることになり、応力計算上安全な範囲に収まっていなかっ
た。

このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りが

あったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。

したがって、本件擁壁（工事費相当額 69,945,000円）は設計が適切でなかったため、所要の

安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額 46,653,315円が

不当と認められる。

（注） 曲げ応力度・許容曲げ応力度 「曲げ応力度」とは、材が曲げられたとき、曲がった内

側に生ずる圧縮力又は外側に生ずる引張力の単位面積当たりの大きさをいい、その

数値が設計上許される上限を「許容曲げ応力度」という。

（参 考 図）

アンカー付山留壁概念図

アンカー頭部 拡大図
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（801）街路事業の実施に当たり、設計及び施工が適切でなかったため、橋りょう等の所要の

安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定）） （項）道路事業費

（項）地方道路整備臨時交付金

部 局 等 鹿児島県

補 助 の 根 拠 道路法（昭和 27年法律第 180号）

道路整備費の財源等の特例に関する法律（昭和 33年法律第 34号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

鹿児島県

補 助 事 業 都市計画道路 3・ 6・ 4号島畑通線整備

補助事業の概要 橋りょうを架け替えるために、平成 15年度から 18年度までの間に橋

台、橋脚、上部工等を施工するもの

事 業 費 588,147,000円（うち国庫補助対象額 467,042,000円）

上記に対する国
庫補助金交付額

252,210,600円

不当と認める事
業費

447,765,000円（うち国庫補助対象額 326,660,000円）

不当と認める国
庫補助金相当額

177,256,533円

1 補助事業の概要

この補助事業は、鹿児島県が、都市計画道路 3・ 6・ 4号島畑通線の街路事業の一環とし
きもつき

て、肝属郡肝付町新富地内において、一級河川高山川に架かる橋りょうを新橋（橋長

84.8m、幅員 16.8m）に架け替えるために、平成 15年度から 18年度までの間に、下部工とし
ばんけた

て橋台 2基及び橋脚 1基の築造、基礎杭の打設等を、上部工として 2径間連続鋼床版鈑桁の

製作、架設等を工事費計 588,147,000円（うち国庫補助対象額 467,042,000円、国庫補助金

252,210,600円）で実施したものである。

このうち、橋台及び橋脚の基礎杭は、外径 600�の鋼管杭として、左岸側の橋台（以下「A

1橋台」という。）については杭長 49.5mを 20本、右岸側の橋台（以下「A 2橋台」という。）に

ついては杭長 49.5mを 16本、橋脚については杭長 41.5mを 20本、計 56本打設するもので

ある。

本件橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編。以下「示方書」

という。）、「杭基礎設計便覧」（社団法人日本道路協会編）等に基づいて行われている。示方書等

によると、基礎杭と橋台及び橋脚のフーチングとの結合部（以下「結合部」という。）は、剛結

合として設計することとされている。

そして、同県は、本件橋りょうの結合部については、次のような構造とすれば結合部は剛
そ

結合となり、杭頭部の変位量、杭基礎の応答塑性率
（注 1）

も許容値を下回ることなどから安全であ

るとして、これにより施工することにしていた（参考図参照）。

� 杭頭部を橋台及び橋脚のフーチング内に 100�埋め込み、杭 1本当たり 16本の補強鉄

筋を杭の外周部に配置して、杭に溶接して杭頭部を補強する。
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� 補強鉄筋については、A 1橋台には径 29�、A 2橋台には径 32�、橋脚には径 25�の

鉄筋を使用して、いずれも溶接長 100�、脚長 10�を確保するように溶接する。

2 検査の結果

本院は、鹿児島県において、合規性等の観点から、設計及び施工が適切に行われているか

などに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算

書、施工管理記録等の書類により検査したところ、橋りょうの結合部の設計及び施工が次の

とおり適切でなかった。

すなわち、示方書等によると、本件橋りょうの結合部のように、杭の外周部に補強鉄筋を

溶接する場合には、応力計算を行い溶接部に生ずるせ
�

ん
�

断応力度
（注 2）

が許容せん断応力度
（注 2）

を下

回って安全であるかを照査の上、溶接長及び脚長を決定することとされている。

しかし、本件橋りょうの結合部の設計において、前記のとおり溶接長 100�、脚長 10�と

したのは、応力計算に先行して他の工事の設計図面を参考に本件設計図面を作成したことに

よるもので、設計計算書によると、A 1及び A 2橋台については、設計計算のソフトウェア

に初期設定値として入力されている仮の値による応力計算を行ったのみで、上記設計図面の

値による応力計算は行っていなかった。また、橋脚については、溶接長及び脚長に関する応

力計算を行っていなかった。

さらに、示方書によると、上記の A 1及び A 2橋台の応力計算においては、溶接部の許容

せん断応力度は、鋼管杭の許容せん断応力度に基づいた 72N/�とすることとされているの

に、誤って鉄筋の許容せん断応力度に基づいた 94.5N/�と過大に設定していた。

そこで、設計図面どおりに溶接長を 100�、脚長を 10�として、許容せん断応力度を

72N/�とした応力計算等の報告を求めて、その報告内容を確認するなどした。その計算結

果によると、溶接部のせん断応力度は、A 1橋台は 91.8N/�、A 2橋台は 113.5N/�、橋脚

は 72.4N/�となり、いずれも許容せん断応力度を上回っていた。

また、示方書等によると、杭の外周部に補強鉄筋を溶接する場合には、鉄筋を 1本ずつ確

実に溶接しなければならないなどとされていることから、施工の状況についてみたところ、

溶接作業を行うのに必要な資格を有していない者が本件杭頭部の溶接作業に従事していた

り、監督職員が実際の溶接長及び脚長の測定を行っていなかったりしていた。

そして、施工写真によると、溶接長及び脚長が不足している箇所が相当数見受けられるな

どしており、補強鉄筋が 1本ずつ確実に溶接されているとは認められないものとなってい

た。

以上のことから、本件橋りょうの結合部は、剛結合とはいえない状態になっており、改め

て本件橋りょうの所要の安全度が確保されているかを確認する必要があると認められた。

そこで、本件橋りょうの結合部を剛結合でないとした場合の設計計算等の詳細な報告を求

めて、その報告内容を確認するなどした。その計算結果によると、次のように杭頭部の変位

量、杭基礎の応答塑性率が設計計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

� レベル 1地
（注 3）
震動時において、A 1橋台の杭頭部の変位量は 21�となり、許容変位量

15�を大幅に上回っている。

� レベル 2地
（注 4）
震動時において、A 2橋台の杭基礎の応答塑性率は 5.5となり、許容塑性率

（注 1）

3.0を大幅に上回っている。
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� レベル 2地震動時において、橋脚の杭基礎の応答塑性率は 4.8となり、許容塑性率 4.0

を大幅に上回っている。

このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りが

あったのに、これに対する検査が十分でなかったこと、また、請負人が結合部の溶接につい

ての理解が十分でないまま施工していたのに、これに対する監督及び検査が十分でなかった

ことなどによると認められる。

したがって、本件橋りょうは、結合部の設計及び施工が適切でなかったため、橋台 2基、

橋脚 1基及びこれに架設された上部工等（これらの工事費相当額 447,765,000円、うち国庫補

助対象額 326,660,000円）は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに対す

る国庫補助金相当額 177,256,533円が不当と認められる。

（注 1 ） 応答塑性率・許容塑性率 構造物において上部構造の慣性力の作用位置に生ずる変位

と構造物が降伏する時の変位との比を「応答塑性率」といい、その数値が設計上許さ

れる上限を「許容塑性率」という。橋りょうの耐震設計においては、基礎の応答塑性

率が許容塑性率を下回り、基礎に生ずる損傷が橋りょうとしての機能の回復が容易

に行い得る程度にとどまるように設計する。

（注 2 ） せん断応力度・許容せん断応力度 「せん断応力度」とは、外力が材に作用して、これ

を切断しようとする力が掛かったときに、そのために材の内部に生ずる力の単位面

積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容せん断応力度」と

いう。

（注 3 ） レベル 1 地震動 橋りょうの供用期間中に発生する確率が高い地震動をいう。

（注 4 ） レベル 2 地震動 橋りょうの供用期間中に発生する確率が低いプレート境界型の大規

模な地震や内陸直下型地震を想定した地震動をいう。

（参 考 図）

橋りょう概念図
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結合部詳細図

（802）道路改築事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台の胸壁等の所要の安

全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））（項）沖縄道路事業費

部 局 等 沖縄県

補 助 の 根 拠 沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

沖縄県島尻郡久米島町

補 助 事 業 奥武島 1号線道路改築

補助事業の概要 橋りょうを新設するために、平成 15年度から 19年度までの間（17年

度を除く。）に橋台の築造、コンクリート桁の製作、架設等を行うもの

事 業 費 390,369,630円（うち国庫補助対象額 390,369,580円）

上記に対する国
庫補助金交付額

312,295,664円

不当と認める事
業費

265,932,000円（全額国庫補助対象額）

不当と認める国
庫補助金相当額

212,745,600円

1 補助事業の概要

この補助事業は、沖縄県島尻郡久米島町が、奥武島 1号線の道路改築事業の一環として、

同町宇根地内と奥武地内との間において、橋りょう（橋長 170.0m、幅員 5.4m）を新設するた

めに、平成 15年度から 19年度までの間（17年度を除く。）に、下部工として橋台 2基（以
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下、宇根地内側橋台を「A 1橋台」、奥武地内側橋台を「A 2橋台」という。）の築造等、上部工
けた

としてポストテンション方式 5径間連結コンクリート桁（以下「コンクリート桁」という。）の

製作、架設等を工事費計 390,369,630円（うち国庫補助対象額 390,369,580円、国庫補助金

312,295,664円）で実施したものである。

この橋りょうについては、地震発生時におけるコンクリート桁の落下による落橋を防止す

るために、橋台の胸壁とコンクリート桁を PC鋼材で連結する落橋防止装置を A 1橋台及び

A 2橋台の胸壁にそれぞれ 4か所、計 8か所に設置することとしていた。

そして、胸壁に配置する斜引張鉄筋
（注 1）

については、配筋図によると、径 13�の鉄筋を使用
することとして、これにより施工していた（参考図参照）。

2 検査の結果

本院は、沖縄県島尻郡久米島町において、合規性等の観点から、設計が適切に行われてい

るかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計

算書等の書類により検査したところ、胸壁の設計が次のとおり適切でなかった。

すなわち、胸壁の設計の基礎となっている設計計算書によれば、胸壁に配置する斜引張鉄

筋については、径 19�の鉄筋を使用することとしていたのに、配筋図を作成する際に、
誤って径 13�の鉄筋を使用することとして、これにより施工していた（参考図参照）。
そこで、胸壁の斜引張鉄筋を径 13�として応力計算を行うと、斜引張鉄筋が許容するせ
ん断力
（注 2）

は、A 1橋台で 596.0kN、A 2橋台で 609.2kNとなり、それぞれの斜引張鉄筋が負担

するせん断力
（注 2）

1,248.5kN、1,366.3kNを大幅に下回っていて、応力計算上安全とされる範囲に

収まっていなかった。

このような事態が生じていたのは、同町において、委託した設計業務の成果品に誤りが

あったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。

したがって、本件胸壁は設計が適切でなかったため、同胸壁及びこれと落橋防止装置で連

結されているコンクリート桁等（これらの工事費相当額 265,932,000円）は、所要の安全度が

確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額 212,745,600円が不当と

認められる。

（注 1） 斜引張鉄筋 せん断力（材を切断しようとする力）により材に斜めに生ずる引張力に抵

抗するため、胸壁等の前面側と背面側の主鉄筋をつなぐ鉄筋

（注 2） 斜引張鉄筋が許容するせん断力・斜引張鉄筋が負担するせん断力 「斜引張鉄筋が負

担するせん断力」とは、材に生ずるせん断力のうち、コンクリートが負担するせん

断力を差し引いた値をいう。この数値が設計上許される上限を「斜引張鉄筋が許容

するせん断力」という。
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（参 考 図）

橋りょう概念図

（803）空港整備事業の実施に当たり、物件移転補償に要する費用の算定が適切でなかったた

め、補償費が過大となっているもの

会計名及び科目 空港整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（空

港整備勘定））（項）沖縄空港整備事業費

部 局 等 国土交通本省

補 助 の 根 拠 空港整備法（昭和 31年法律第 80号。平成 20年 6月 18日以降は空港法）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

沖縄県

補 助 事 業 物件移転補償

補助事業の概要 新石垣空港を整備するために必要となる土地の取得に当たり、平成

18年度に、支障となる建物等の移転に伴う損失補償を行うもの

補 償 費 2,411,440,200円（うち国庫補助対象額 2,184,764,821円）
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上記に対する国
庫補助金交付額

1,966,288,339円

不当と認める事
業費

7,603,836円（うち国庫補助対象額 6,889,076円）

不当と認める国
庫補助金相当額

6,200,168円

1 補助事業の概要

この補助事業は、沖縄県が、新石垣空港整備事業の一環として、新空港建設に必要となる

土地の取得に当たり、支障となる石垣市内のゴルフ場を移転させるために、平成 18年度

に、2,411,440,200円（うち国庫補助対象額 2,184,764,821円、国庫補助金 1,966,288,339円）

で、ゴルフ場の経営者に建物等の移転に伴う損失補償を行ったものである。

同県は、公共事業の施行に伴う損失補償を、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」

（昭和 37年閣議決定）に基づき同県が制定した「沖縄県の公共事業の施行に伴う損失補償基準」

（昭和 50年沖縄県訓令第 9号）及び「沖縄県の公共事業の施行に伴う損失補償基準の実施細則」

（昭和 51年 4月 1日施行）（以下、これらを「損失補償基準等」という。）に基づいて行うこととし

ている。

損失補償基準等によれば、土地等の取得に伴い通常生ずる損失の補償費として、建物等の

移転料（工作物の移転料を含む。）、営業補償費、立木補償費等を計上することとされてい

る。

そして、同県は、本件損失補償費（以下「補償費」という。）の算定等に係る業務（営業補償費

の算定は除く。）を補償コンサルタントに委託して、その成果品を検査、受領して、この成果

品等を基に補償費を算定していた。

2 検査の結果

本院は、沖縄県において、合規性等の観点から、補償費の算定が適切に行われているかな

どに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件損失補償について、物件移転補償契約書

等の書類により検査したところ、補償費のうち、営業補償費及び工作物の移転料の算定が適

切でない事態が次のとおり見受けられた。

� 営業補償費の算定について

損失補償基準等によれば、土地等の取得に伴い通常営業の継続が不能となり、転業が相

当と認められる場合は、新たな営業を開始するために継続して雇用する必要がある従業員

に係る休業手当相当額を営業補償費に計上することとされている。

そこで、同県は、従業員 30名に係る休業手当相当額を 67,371,092円と算定して、営業

補償費に計上していたが、この中には、一時限りの臨時に雇用された従業員 8名に係る休

業手当相当額 4,620,396円が含まれていた。

しかし、損失補償基準等では、従業員が一時限りの臨時に雇用されているときは、その

額を補償しないものとされていることから、上記の従業員 8名に係る休業手当相当額は補

償の対象とはならず、営業補償費 4,620,340円が過大となっていた。

� 工作物の移転料の算定について

損失補償基準等によれば、建物に付随する工作物（大規模な工作物を除く。）について

は、原則として、建物の移転料として建物の耐用年数等を基に算定することとされてい

る。
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そこで、同県は、委託した業務の成果品に基づき、防球ネット、花壇、金網フェンス等

の工作物をゴルフ場のクラブハウス等に付随するものとして、鉄筋コンクリート造である

クラブハウス等の建物の耐用年数（65年又は 90年）等を基に、工作物の移転料を

108,577,900円と算定していた。

しかし、建物に付随する工作物とは、電気設備、給排水設備等の建物と構造上一体と

なっているものが該当するとされており、上記の防球ネット等は、建物から完全に分離し

ている独立した工作物であることから、これらの工作物の移転料を、クラブハウス等の建

物の耐用年数等を基に算定しているのは適切とは認められない。

そこで、防球ネット等について、それぞれの工作物ごとの耐用年数（10年から 50年）等

を基に工作物の移転料を算出すると、その合計額は 105,594,404円となり、前記の移転料

との差額 2,983,496円が過大となっていた。

このような事態が生じていたのは、同県において、損失補償基準等の理解が十分でなかっ

たこと、委託した業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったこ

となどによると認められる。

したがって、本件物件移転に係る適正な補償費は 2,403,836,364円となり、前記の補償費

2,411,440,200円との差額 7,603,836円（国庫補助対象額 6,889,076円）が過大となっており、こ

れに係る国庫補助金相当額 6,200,168円が不当と認められる。

（804）―

（815）
国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不

適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象となら

ない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）住宅建設等事業費等

道路整備特別会計 （項）道路事業費等

�
�
�
�
�

平成 20年度以降は、

社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）

（項）地域連携道路事業費等

�
�
�
�
�

治水特別会計（治水勘定） （項）河川事業費等

�
�
�
�
�

平成 20年度以降は、

社会資本整備事業特別会計（治水勘定）

（項）河川整備事業費等

�
�
�
�
�

港湾整備特別会計（港湾整備勘定）（項）港湾事業費等

�
�
�
�
�

平成 20年度以降は、

社会資本整備事業特別会計（港湾勘定）

（項）港湾事業費等

�
�
�
�
�

空港整備特別会計 （項）空港整備事業費等

�
�
�
�
�

平成 20年度以降は、

社会資本整備事業特別会計（空港整備勘定）

（項）空港整備事業費等

�
�
�
�
�

部 局 等 国土交通本省、 4地方整備局、12道府県
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補 助 の 根 拠 公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）、道路法（昭和 27年法律第 180号）、

河川法（昭和 39年法律第 167号）、港湾法（昭和 25年法律第 218号）等、予

算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

12道府県

補 助 事 業 道路事業、河川事業、港湾事業等

国庫補助事業に
係る事務費の概
要

国庫補助事業の施行のために直接必要な需用費、賃金及び旅費に係る

経費

不適正な経理処
理等により支出
された国庫補助
事業に係る事務
費の額

� 不適正な経理処理により支払われた需用費

155,784,884円（平成 14年度～18年度）

� 補助の対象とならない用途に支払われた賃金

87,359,972円（平成 14年度～18年度）

� 補助の対象とならない用途に支払われた旅費

320,889,475円（平成 14年度～18年度）

計 564,034,331円

不当と認める国
庫補助金相当額

� 64,767,101円（平成 14年度～18年度）

� 47,589,368円（平成 14年度～18年度）

� 178,343,431円（平成 14年度～18年度）

計 290,699,900円

1 事務費の概要

国土交通省は、道路網の整備を図りもって交通の発達に寄与すること、河川を総合的に管

理することにより国土の保全と開発に寄与すること、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図

ることなどを目的として道路法（昭和 27年法律第 180号）、河川法（昭和 39年法律第 167号）、港

湾法（昭和 25年法律第 218号）等に基づき、道路事業、河川事業、港湾事業等の公共事業を実

施する都道府県に対して、事業に要する経費の一部について国庫補助金（補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号。以下「補助金適正化法」という。）第 2

条第 1項に規定する「補助金等」。以下「補助金等」という。）を交付している。

上記の補助金等の対象となる経費は、主に、道路整備等の公共事業の実施に要した工事費

及び事務費（以下、国庫補助事業に係る事務費を「国庫補助事務費」という。）とされている。

国庫補助事務費は、国庫補助事業の施行のために直接必要な事務に係る経費であり、国庫補

助事業に直接従事する職員の人件費のほか、物品の購入等に係る需用費、国庫補助事業の事

務補助を行わせるために雇用した臨時職員に支払う賃金、職員が国庫補助事業に係る用務で

出張した場合に支払う旅費等の経費がある。そして、国庫補助事務費に係る補助金等の交付

額は、補助金等の交付決定単位ごとに事業費を所定の額に区分して、事業費の額に区分ごと

に定められた率を乗じて得た額を上限として算出することとされている。

上記の国庫補助事務費を含めた補助金等の交付申請、交付決定等の手続は、補助金適正化

法の定めるところにより行うこととされている。そして、補助金適正化法第 3条等の規定に

よると、補助事業者は法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に国庫補助事業を

行うように努めるとともに、補助金等を他の用途に使用してはならないなどとされている。
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2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、12道府県において、これらの道府県が平成 14年度から 18年度までの間に実

施した国土交通省所管の国庫補助事業について、合規性等の観点から、国庫補助事務費の

経理が適正に行われているか、国庫補助事務費が国庫補助事業の目的に従って適正に使用

されているかなどに着眼して、国庫補助事務費が支出される科目から支払われた需用費、

賃金及び旅費を対象として、支出命令書等の書類により会計実地検査を行った。そして、

不適正な経理処理等による支出があった場合には、更に当該道府県に事態の詳細について

調査及び報告を求めて、その内容を確認するなどの方法により検査を行った。

（なお、本件の検査の背景等については、後掲 1178ページの「都道府県等における国庫補助

事業に係る事務費等の経理等の状況について」参照）

� 検査の結果

検査したところ、12道府県において、14年度から 18年度までの間に、虚偽の内容の関

係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象となら

ない用途に賃金又は旅費を支払ったりしていたものが、計 564,034,331円（国庫補助金相当

額計 290,699,900円）あった。

これを需用費、賃金及び旅費ごとに示すと、次のとおりである。

ア 需用費の支払

12道府県は、国庫補助事業の施行のために必要となる物品の購入等に当たっては、

業者から見積書を徴するなどして契約業者、購入価額等を決定して、支出負担行為等の

経理処理を行って、契約した物品が納入されたことを確認（以下「検収」という。）した上

で、業者からの請求に基づき購入代金を支払うこととしている。

しかし、12道府県は、14年度から 18年度までの間に、不適正な経理処理を行って需

用費計 155,784,884円（国庫補助金相当額 64,767,101円）を支払っていた。

これを態様別に示すと、次のとおりである（表参照）。

� 預け金

業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに納入さ

れたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、当該支

払金を業者に預け金として保有させて、後日、これを利用して契約した物品とは異な

る物品を納入させるなどしていたもの

5府県、支払額 80,746,490円（国庫補助金相当額 27,802,565円）

＜事例＞

愛知県 A建設事務所は、平成 17、18両年度に、事務用品販売業者 1社からパイ

プ式ファイル等を購入して、これらの検収を行ったとして、国庫補助事務費等が支

出される道路新設改良費等から需用費計 3,057,576円（国庫補助金相当額 1,151,948

円）を支払っていた。

しかし、同事務所は、実際には、業者に架空取引を指示して請求書等を提出させ

て、上記のパイプ式ファイル等が納入されていないのに納入されたこととする虚偽

の内容の関係書類を作成して当該需用費を支払っていた。
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そして、当該支払金を業者に預け金として保有させ、これを利用して契約した物

品とは異なる物品を納入させるなどしていた。

� 一括払

支出負担行為等の正規の経理処理を行わないまま、随時、業者に物品を納入させた

上で、後日、納入された物品とは異なる物品の請求書等を提出させて、これらの物品

が納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を一括し

て支払うなどしていたもの

4道県、支払額 9,612,110円（国庫補助金相当額 4,588,373円）

� 差替え

業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した物品が納入されていないのに納入さ

れたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、実際に

は契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させていたもの

9道府県、支払額 14,347,838円（国庫補助金相当額 7,257,591円）

� 翌年度納入

物品が翌年度以降に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より

前の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたことと

して需用費を支払っていたもの

12道府県、支払額 47,361,220円（国庫補助金相当額 23,134,056円）

� 前年度納入

物品が前年度以前に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より

後の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたことと

して需用費を支払っていたもの

9府県、支払額 3,717,226円（国庫補助金相当額 1,984,516円）

表 不適正な経理処理により支払われた需用費の額の道府県別・態様別内訳

（単位：円）

道府県名 �預け金 �一括払 �差替え �翌年度納入 �前年度納入 計

北 海 道 ―
（―）

732,824
（408,494）

14,441
（8,048）

1,592,061
（859,389）

―
（―）

2,339,326
（1,275,931）

青 森 県 ―
（―）

―
（―）

3,903,979
（2,098,170）

2,026,055
（1,093,185）

1,160,054
（660,000）

7,090,088
（3,851,355）

岩 手 県 17,687,139
（9,471,384）

4,002,278
（2,200,620）

7,039,404
（3,716,536）

3,521,171
（2,020,946）

15,750
（6,809）

32,265,742
（17,416,295）

福 島 県 ―
（―）

―
（―）

―
（―）

1,067,417
（529,799）

218,748
（109,514）

1,286,165
（639,313）

栃 木 県 277,253
（148,440）

285,160
（155,440）

827,087
（438,183）

763,916
（475,182）

182,218
（112,819）

2,335,634
（1,330,064）

群 馬 県 ―
（―）

―
（―）

75,451
（14,308）

5,175,750
（2,652,113）

692,794
（405,147）

5,943,995
（3,071,568）

長 野 県 ―
（―）

―
（―）

185,092
（98,715）

1,966,993
（1,001,494）

348,872
（183,121）

2,500,957
（1,283,330）

岐 阜 県 ―
（―）

―
（―）

―
（―）

71,527
（38,357）

―
（―）

71,527
（38,357）

愛 知 県 61,334,964
（17,258,450）

4,591,848
（1,823,819）

1,940,537
（707,530）

11,380,407
（3,730,195）

990,858
（435,185）

80,238,614
（23,955,179）
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道府県名 �預け金 �一括払 �差替え �翌年度納入 �前年度納入 計

京 都 府 89,156
（34,687）

―
（―）

58,208
（37,497）

5,272,555
（3,145,236）

71,749
（39,038）

5,491,668
（3,256,458）

和歌山県 1,357,978
（889,604）

―
（―）

303,639
（138,604）

6,733,078
（4,282,506）

36,183
（32,883）

8,430,878
（5,343,597）

大 分 県 ―
（―）

―
（―）

―
（―）

7,790,290
（3,305,654）

―
（―）

7,790,290
（3,305,654）

計 80,746,490
（27,802,565）

9,612,110
（4,588,373）

14,347,838
（7,257,591）

47,361,220
（23,134,056）

3,717,226
（1,984,516）

155,784,884
（64,767,101）

（注） 括弧書きは国庫補助金相当額

イ 賃金の支払

12道府県は、公共事業等の事務補助を行わせるために臨時職員を雇用して、当該臨

時職員の配属された部署が国庫補助事業を実施している場合には、当該事業に係る国庫

補助事務費の支出科目から賃金を支払うこととしている。

しかし、 5道県
（注 1）

は、14年度から 18年度までの間に、国庫補助事業を行っていない部

署に配属された臨時職員に対して、国庫補助事務費が支出される科目から賃金計

28,888,611円を支払っており、これに係る国庫補助金相当額計 16,629,014円を補助の対

象とならない用途に使用していた。

また、 6県
（注 2）

は、14年度から 18年度までの間に、臨時職員の配属された部署が所掌す

る国庫補助事業とは異なる事業に係る国庫補助事務費の支出科目から賃金計 58,471,361

円を支払っており、これに係る国庫補助金相当額 30,960,354円を当該補助の対象となら

ない用途に使用していた。

ウ 旅費の支払

12道府県は、職員が設計審査、工法協議等の国庫補助事業に係る用務で出張した場

合には、当該事業に係る国庫補助事務費の支出科目から旅費を支払うこととしている。

しかし、12道府県は、14年度から 18年度までの間に、あいさつ回り、辞令交付、県

単独事業、記念式典への参加、視察随行、各種任意団体の総会への出席、内部研修への

参加等国庫補助事業とは直接関係のない用務で出張した職員に対して、国庫補助事務費

が支出される科目から旅費計 320,889,475円を支払っており、これに係る国庫補助金相

当額 178,343,431円を補助の対象とならない用途に使用していた。

これらのアからウの事態は、12道府県において、契約した物品が納入されていないの

に納入されたこととして虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って

需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金又は旅費を支払ったりしていたも

ので、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、12道府県において、国庫補助事務費の適正な会計

経理に関する認識が十分でなかったこと、国庫補助事務費は当該年度の国庫補助事業の施

行に当たり直接必要な経費に限られることの認識が十分でなかったことなどによると認め

られる。

前記のアからウをまとめて道府県別に示すと次のとおりである。
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道府県名 区 分 年 度 不適正な経理処理等
により支出された国
庫補助事務費の額

不当と認める国
庫補助金相当額

摘 要

円 円
（804） 北 海 道 需用費 14～18 2,339,326 1,275,931 不適正な経理処理

賃 金 14～18 8,649,530 6,037,283 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 61,518,647 36,694,834 同

小 計 72,507,503 44,008,048

（805） 青 森 県 需用費 14～18 7,090,088 3,851,355 不適正な経理処理

賃 金 14、16～18 9,562,406 5,092,865 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 21,259,100 11,398,859 同

小 計 37,911,594 20,343,079

（806） 岩 手 県 需用費 14～18 32,265,742 17,416,295 不適正な経理処理

賃 金 14、15、17、18 2,073,130 1,330,590 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 28,250,127 14,537,904 同

小 計 62,588,999 33,284,789

（807） 福 島 県 需用費 14～17 1,286,165 639,313 不適正な経理処理

賃 金 14～18 23,556,008 12,256,245 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 9,757,633 5,032,030 同

小 計 34,599,806 17,927,588

（808） 栃 木 県 需用費 14～18 2,335,634 1,330,064 不適正な経理処理

旅 費 14～18 11,245,508 3,893,432 補 助 の 対 象 外

小 計 13,581,142 5,223,496

（809） 群 馬 県 需用費 14～18 5,943,995 3,071,568 不適正な経理処理

旅 費 14～18 3,286,889 1,813,158 補 助 の 対 象 外

小 計 9,230,884 4,884,726

（810） 長 野 県 需用費 14～18 2,500,957 1,283,330 不適正な経理処理

賃 金 14～18 4,215,317 2,356,882 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 12,200,886 6,151,476 同

小 計 18,917,160 9,791,688

（811） 岐 阜 県 需用費 14 71,527 38,357 不適正な経理処理

賃 金 14～18 14,951,350 8,317,793 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 16,648,989 9,966,335 同

小 計 31,671,866 18,322,485

（812） 愛 知 県 需用費 14～18 80,238,614 23,955,179 不適正な経理処理

賃 金 14～18 24,035,960 12,043,148 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 75,433,847 42,610,790 同

小 計 179,708,421 78,609,117

（813） 京 都 府 需用費 14～18 5,491,668 3,256,458 不適正な経理処理

旅 費 14～18 61,270,904 32,994,486 補 助 の 対 象 外

小 計 66,762,572 36,250,944

（814） 和歌山県 需用費 14、16～18 8,430,878 5,343,597 不適正な経理処理

旅 費 16～18 7,876,688 5,467,292 補 助 の 対 象 外

小 計 16,307,566 10,810,889

（815） 大 分 県 需用費 14～16、18 7,790,290 3,305,654 不適正な経理処理

賃 金 17、18 316,271 154,562 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 12,140,257 7,782,835 同

小 計 20,246,818 11,243,051

計 需用費 14～18 155,784,884 64,767,101 不適正な経理処理

賃 金 14～18 87,359,972 47,589,368 補 助 の 対 象 外

旅 費 14～18 320,889,475 178,343,431 同

（804）―（815）の合計 564,034,331 290,699,900

（注 1） 5道県 北海道、岩手、長野、愛知、大分各県

（注 2） 6県 青森、岩手、福島、長野、岐阜、愛知各県
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不 正 行 為

（816）
（817）職員の不正行為による損害が生じたもの

所管、会計名及
び科目

国土交通省所管 道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備

事業特別会計（道路整備勘定））

治水特別会計（治水勘定）（平成 20年度以降は社会資

本整備事業特別会計（治水勘定））

（項）河川事業費

（項）河川総合開発事業費

（項）都市水環境整備事業費

（項）治水事業工事諸費

農林水産省所管 国営土地改良事業特別会計（平成 20年度以降は食料

安定供給特別会計（国営土地改良事業勘定））

（項）土地改良事業工事諸費

部 局 等 3事務所

不正行為期間 平成 15年 7月～19年 2月

損害金の種類及
び損害物品の種
別

前渡資金、電力ケーブル（延長 1,084.5m）

損 害 額 14,303,803円

本院は、 3事務所における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に基づく国土交

通大臣からの報告、予算執行職員等の責任に関する法律（昭和 25年法律第 172号）第 4条第 4項

の規定に基づく同大臣からの通知及び予算執行職員等の責任に関する法律第 4条第 4項の規定

に基づく農林水産大臣からの通知を受けるとともに、上記の各部局において、合規性等の観点

から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

上記の不正行為により損害が生じたものは 2件、損害額で 14,303,803円（いずれも全額補て

ん済み）あり、いずれも不当と認められる。

この 2件を示すと、次のとおりである。
部 局 等 不 正 行 為 期 間 損 害 額

年 月 円

（816） 山形河川国道事務所 18.11から
19. 2まで

1,272,683

本件は、上記の部局において、国道維持出張所技術係長が、電力ケーブルの更新を行う電

気通信設備工事の監督員として監督業務に従事中、埋設管路内に存置することとされていた

旧電力ケーブル（延長 1,084.5m）の撤去及び売却を無断で請負業者に指示してその売却代金

の一部を受け取り、国に 1,272,683円（電力ケーブルの評価額）の損害を与えたものである。

なお、本件損害額については、平成 20年 6月までに全額が同人から返納されている。
（817） 利根川下流河川事務

所、霞ヶ浦河川事務
所

15. 7から
17.12まで

13,031,120

本件は、上記の両部局において、経理課の契約係長が、分任支出負担行為担当官の補助者

として物品の発注等の事務に従事中、事務用品の販売業者と共謀して、同販売業者から提出

させた架空の又は数量等を水増しさせた請求書等に基づき、虚偽の支出関係書類を作成し
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て、同販売業者の銀行口座に前渡資金を振り込ませた上で、同販売業者からこれらの架空の

支払額の一部に相当する額の金券を受け取るなどして、国に計 13,031,120円の損害を与えた

ものである。

なお、本件損害額については、平成 19年 3月までに全額が同人から返納されている。

（816）（817）の計 14,303,803

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 国庫補助事業に係る下水道の管きょ築造工事の工事費の積算に当たり、シールド工法

で使用するセグメントの材料単価を製造原価等の調査を行うことにより決定するなど

して適切なものとするよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）都市計画事業費

部 局 等 7府県

補 助 の 根 拠 下水道法（昭和 33年法律第 79号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

7県市

補助事業の概要 シールド工法により、下水道の管きょを築造する工事

工 事 費 553億 0024万余円（平成 18、19両年度）

（国庫補助金交付額 270億 0936万余円）

セグメントの材
料費の積算額

118億 3585万余円（平成 18、19両年度）

（国庫補助金相当額 59億 2733万余円）

修正単価が設定
できたセグメン
トの材料費の積
算額

39億 6386万余円（平成 18、19両年度）

（国庫補助金相当額 19億 8193万余円）

低減できたセグ
メントの材料費
の積算額

5億 9694万円（平成 18、19両年度）

上記に対する国
庫補助金相当額

2億 9847万円

近似する標準セ
グメントがな
かったセグメン
トの材料費の積
算額

78億 7198万余円（平成 18、19両年度）

上記に対する国
庫補助金相当額

39億 4539万円（背景金額）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

下水道の管きょ築造工事におけるセグメントの材料単価の決定について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。
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記

1 工事の概要

� シールド工法の概要

貴省は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資

することなどを目的として、下水道事業を実施する地方公共団体に、毎年度多額の国庫補

助金を交付している。

この下水道事業においては、シールド工法により、下水道の管きょを築造する工事が実

施されている。シールド工法は、シールドと呼ばれる鋼鉄製の外筒を推進させて掘削する

シールドマシンで地盤を掘削しながら、マシン後部の内側で工場で製造された鋼製又は鉄

筋コンクリート製のセグメントをリング状に組み立てて、管きょを築造するものである

（参考図参照）。

そして、これらのセグメントは、個別の工事ごとに発注が行われて製造されている。

� セグメントの規格

セグメントの規格については、社団法人土木学会・社団法人日本下水道協会共編の

「シールド工事用標準セグメント」において、下水道管きょの品質の標準化、安全性の確保

等のために、材料の規格、性能等が定められており、セグメントの幅（0.75�～1.2�）、リ
ングの外径（1.8�～6.0�）、分割数（ 5ピース～ 6ピース）等により、鋼製セグメントにつ

いては 189種類、鉄筋コンクリート製セグメントについては 86種類のシールド工事用標

準セグメント（以下「標準セグメント」という。）が設定されている。

また、実際の工事においては、それぞれ管きょの線形、作用する土圧、上載荷重等の現

場条件が異なることから、標準セグメントだけでは対応できない箇所があり、線形が急な

箇所については標準セグメントの幅を短くしたセグメントを使用したり、土圧等が大きな
けた

箇所については標準セグメントより主桁の数を増やして剛性を高めたセグメントを使用し

たりなどしている（以下、これら標準セグメント以外のセグメントを「非標準セグメント」

という。）。

� セグメントの単価の決定方法

各都道府県及び政令指定都市は、通常、土木工事費の積算において材料の単価を決定す

る場合には、実勢の価格を反映させるために、貴省制定の土木工事標準積算基準書を基に

定めているそれぞれの積算基準によることとしている。そして、一般的な材料等について

物価調査機関に委託して実施させた調査等を基に毎年度制定している単価表に記載されて

いるものについては、その単価表により、また、単価表に記載されていないものについて

は、物価資料（刊行物である積算参考資料をいう。以下同じ。）により、単価表及び物価資

料に記載されていないものについては、特別調査
（注 1）

により、さらに、単価表及び物価資料に

記載がなく、特別調査により難いものについては、見積りによるなどして、それぞれ材料

単価を決定している。

セグメントについても、各都道府県及び政令指定都市は、上記と同様の方法により 1リ

ング当たりの単価を決定している。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

下水道のシールド工法において使用されているセグメントは、工事ごとの注文製造品であ
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り、その材料費の工事費に占める割合が大きくなっている。

そこで、本院は、経済性等の観点から、セグメントの単価が適切なものとなっているかな

どに着眼して、20都府県市
（注 2）

が、平成 18、19両年度において施行しているシールド工法によ

る管きょ築造工事 150工事、工事費総額 2561億 4496万余円（国庫補助金総額 1217億 0951

万余円）を対象として、積算基準、設計図書、見積書等の書類により会計実地検査を行っ

た。

（検査の結果）

検査したところ、20都府県市のうち 7県市
（注 3）

は、セグメントの単価を複数のセグメント製

造会社からの見積りを基に決定しており、33工事、工事費総額 553億 0024万余円（国庫補

助金総額 270億 0936万余円）で使用している標準セグメント 12種類及び非標準セグメント

80種類の材料費について、計 118億 3585万余円と積算していた。

7県市がセグメントの単価を見積りを基に決定していたのは、単価表及び物価資料に記載

がないこと、工事ごとに線形、土圧等の現場条件によりセグメントの規格が異なること、セ

グメントは注文により製造されるものであることなどから、特別調査により難い場合に当た

ると判断したことなどによる。

一方、13都府県市
（注 4）

は、単価表及び物価資料に記載がないセグメントについて、見積りに

よることなく物価調査機関に特別調査を委託して、その調査価格を基に次の�又は�の方法
で単価を決定していた。

� シールド工法による管きょ築造工事の件数が比較的少ない事業主体では、工事費の積算

に当たって、当該工事で使用するすべてのセグメントについて特別調査を行い、その調査

価格をセグメントの単価として使用する。

� シールド工法による管きょ築造工事の件数が比較的多い事業主体では、毎年度、特別調

査により標準セグメントの価格を調査するとともに、その見積りも徴して、鋼製及び鉄筋

コンクリート製セグメントごとに調査価格を見積価格で除して査定率（19年度では、

70％～90％程度）を設定して、工事費の積算の際に、当該工事で使用するすべてのセグメ

ントの見積価格に査定率を乗ずるなどして単価を決定する。

このように、13都府県市が特別調査を基にセグメントの単価を決定しているのは、見積

りによるよりも特別調査による方が、実勢の価格により近い価格で工事費を積算できると認

識しているためである。また、�の方法を採用している各事業主体は、非標準セグメント等
の特別調査を実施していないセグメントについても同じ査定率を使用している。この理由と

しては、セグメントの製造方法、製造工程及び使用材料がほとんど同じであるためとしてい

る。この点を確認するため、本院がセグメント製造工場に赴いて調査を行ったところ、セグ

メントは、作業標準の設定、製造設備の機械化等によって品質管理がなされた工場で、同じ

材料を使用して、標準、非標準の区別なく製造されていた。

以上のように特別調査の価格の方が見積りより安価になるのは、見積りは、製造会社等の

販売希望価格となる場合等もあるのに対して、セグメントの特別調査は、製造原価等を調査

していることなどから、より実勢の価格に近い価格の把握が可能となることによると認めら

れる。

そこで、本院は、標準セグメントや標準セグメントに近似した非標準セグメントについ

て、13都府県市が特別調査を基に決定したセグメントの単価を使用するなどして、これに
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運搬費を加えて修正単価を設定した。そして、 7県市が 33工事で使用している 92種類のセ

グメントの材料費計 118億 3585万余円のうち、近似する標準セグメントがないなどのため

修正単価が設定できなかったセグメントを除いた 17工事の 29種類の材料費計 39億 6386万

余円について、上記の修正単価により計算すると計 33億 6692万余円となり、計 5億 9694

万余円（国庫補助金相当額計 2億 9847万余円）低減できたと認められる。また、修正単価を

設定できなかった 25工事の 63種類のセグメントの材料費計 78億 7198万余円（国庫補助金

相当額計 39億 4539万余円）についても、特別調査を行って単価を決定していれば、更に相

当程度材料費を低減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のように、シールド工法で使用するセグメントの単価について、特別調査により製造

原価等の調査が可能であり、実勢の価格により近い経済的なものとすることができるのに、

セグメント製造会社からの見積りを基に決定している事態は適切とは認められず、改善を図

る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、 7県市において、セグメントの単価の決定に当たっ

て、特別調査により製造原価等の調査が可能であることに対する配慮が十分でなかったこ

と、実勢の価格に近づけるための検討が十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

下水道の管きょ築造工事のシールド工法に使用するセグメントの材料費は、工事費に占め

る割合が大きく、かつ、シールド工法による下水道工事は、今後も引き続き多数実施され、

これに伴うセグメントの材料費も多額に上ることが見込まれる。

ついては、貴省において、各都道府県等に対して、下水道の管きょ築造工事のシールド工

法に使用するセグメントの材料単価の決定に当たっては、特別調査を活用するなどして、よ

り実勢の価格に近づけるための検討を十分に行い、適切な積算を行うよう助言するととも

に、この旨が各都道府県等管内の関係各機関等に周知徹底されて、当該機関等において適切

な工事費の積算が行われることの是正改善の処置を求める。

（注 1） 特別調査 材料単価の決定に当たり、物価調査機関に特定の品目を指定して市場価格

や製造原価等を調査させるものをいう。

（注 2） 20都府県市 東京都、大阪府、茨城、群馬、千葉、神奈川、愛知、徳島各県、仙台、

さいたま、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、北九州各

政令指定都市

（注 3） 7県市 愛知県、仙台、京都、大阪、神戸、広島、北九州各政令指定都市

（注 4） 13都府県市 東京都、大阪府、茨城、群馬、千葉、神奈川、徳島各県、さいたま、千

葉、横浜、川崎、名古屋、福岡各政令指定都市
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（参 考 図）

（ 2） 粉じんの発生を抑制する必要がある地盤改良工事の実施に当たり、工法の選定を適切

なものとすることにより、経済的な設計を行うよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）地域再生推進費

道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））

（項）道路事業費

（項）道路環境整備事業費

（項）地方道路整備臨時交付金

（項）景観形成事業推進費

（項）災害対策等緊急事業推進費
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部 局 等 直轄事業 2地方整備局

補助事業 12県

事業及び補助の
根拠

道路法（昭和 27年法律第 180号）、地域再生法（平成 17年法律第 24号）等

事 業 主 体 直轄事業 3事務所

補助事業 県 9、市 9、町 1

計 22事業主体

工 事 の 概 要 周辺環境等に配慮するために、平成 18、19両年度に粉じんの発生を

抑制するセメント系固化材を使用して行われる地盤改良工事

工 事 費 直轄事業 10億 1535万円

補助事業 39億 9394万余円

（国庫補助金交付額 21億 2707万余円）

地盤改良工費の
積算額

直轄事業 6084万余円

補助事業 3億 4723万余円

低減できた地盤
改良工費の積算
額

直轄事業 430万円

補助事業 4380万円

（国庫補助金相当額 2320万円）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

地盤改良工事の設計について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 事業の概要

� 地盤改良工事の概要

貴省は、道路交通の安全確保とその円滑化を図るため、国が行う直轄事業又は地方公共

団体が行う国庫補助事業として、道路整備事業を実施している。

そして、国及び地方公共団体は、道路整備事業の一環として実施する道路改良工事等に

おいて、軟弱地盤上に道路を建設する際には、現地の地盤性状、施工条件等に応じて表層

混合処理工法、置換工法等の地盤改良工事を毎年度多数実施している。このうち表層混合

処理工法は、地盤改良材（以下「改良材」という。）を使用して地盤の表層部を改良すること

により地盤の強度を上げるものであり、軟弱地盤上に改良材を散布して、スタビライザや
なら

バックホウ等により軟弱土と改良材とを混合した後、敷均して、締固めることにより施工

されている。

� 改良材の選定

改良材には、セメント、セメント系固化材、石灰等の様々な種類があり、土質等の条件

に応じて選定されている。このうち、セメント系固化材には、一般軟弱土用、発じん抑制

型等がある。そして、発じん抑制型のセメント系固化材は、散布したり混合したりする際

に発生する粉じんを抑制するもので、施工現場が民家や農地に隣接するなど周辺環境等に
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配慮する必要がある場合に使用されており、この材料単価は、刊行物である積算参考資料

によると、一般軟弱土用のセメント系固化材の約 2倍の単価となっている。

� 移動型土質改良用機械

貴省は、建設コストの縮減や優れた技術を持続的に創出することなどのために、公共工

事における新技術の活用を積極的に進めており、新技術に関する情報収集・共有を図る手

段として「新技術情報提供システム」（以下「NETIS」という。）を開発して運用している。

NETISは、平成 10年度から運用が開始されて、13年度からインターネットを通じて一般

公開されており、新技術に関する情報を誰でも容易に入手することが可能となっている。

また、貴省は、新技術・新工法を積極的に活用するために、貴省制定の設計業務等共通仕

様書に、概略設計等における比較案の検討及び詳細設計における工法等の選定の際に

NETISを利用することなどを定めており、都道府県等も同様に NETISの利用について定

めている。

そして、NETISに掲載されているもののうち、地盤改良工事に関しては、現場内を自

走することにより移動することができる土質改良用機械（以下「移動型土質改良用機械」と

いう。）を使用する工法（以下「移動型改良工法」という。）があり、表層混合処理工法に代わ

る新技術とされている。移動型改良工法は、バックホウ等により軟弱土を掘削して移動型
かくはん

土質改良用機械のホッパ内に投入して、機械内部で改良材を添加して、攪拌混合した後、

排出した改良土をブルドーザ等により敷均して、締め固めることにより施工するものであ

る（参考図参照）。そして、この工法は、機械内部で改良材と軟弱土とを攪拌混合すること

から、改良材に発じん抑制型のセメント系固化材よりも安価な一般軟弱土用のセメント系

固化材を使用しても、改良材を添加する際や軟弱土と改良材を混合する際に発生する粉じ

んを抑制できるほか、混合ムラが少なく安定した品質の改良土を生産でき、改良材の使用

量を低減することもできるとされている。

上記のように、移動型改良工法は、改良材に係る費用を低減できることとなるが、軟弱

土を掘削するなどの費用が別途必要になることから、表層混合処理工法と比べて経済的に

ならない場合もある。

� 地盤改良工費に係る積算基準

地盤改良工事に要する施工費（以下「地盤改良工費」という。）の算定に当たり、表層混合

処理工法については、貴省制定の「土木工事標準歩掛」（以下「標準歩掛」という。）におい

て、軟弱土と改良材をスタビライザ等により混合する歩掛かりが定められており、都道府

県等の積算基準においても標準歩掛を基とした同様の歩掛かりが定められている。

一方、貴省は、標準歩掛に制定していない工法等であっても、比較的採用実績の多い工

法等については、「新技術活用暫定歩掛」（以下「暫定歩掛」という。）を制定しており、移動

型改良工法についても 13年 10月に暫定歩掛を制定して、地方整備局等に通知するととも

に、都道府県等に対しても情報を提供している。

そして、貴省が制定して、工事に必要な機械の運転経費を積算する際に使用されている

「建設機械等損料算定表」において、移動型土質改良用機械は 14年度から掲載されてい

る。
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2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

近年、地盤改良工事については、粉じんの発生を極力抑えることができる移動型改良工法

が普及してきており、この工法によると、発じん抑制型のセメント系固化材を使用する表層

混合処理工法（以下「従来工法」という。）よりも地盤改良工費が安価となる場合がある。

そこで、本院は、従来工法による地盤改良工事について、経済性等の観点から、工法の選

定に当たり、移動型改良工法との経済比較を適切に行い、コストの縮減が図られているかな

どに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

18、19両年度に実施した従来工法による地盤改良工事のうち、直轄事業として 9地方整

備局等
（注 1）

が施行した 18工事、工事費総額 46億 2696万余円及び補助事業として 18府県
（注 2）

の 36

事業主体が施行した 182工事、工事費総額 107億 1706万余円（国庫補助金 55億 4934万余

円）、計 200工事を検査の対象として、上記の 45事業主体において、各工事の設計図書等の

書類により会計実地検査を行い、必要に応じて工事現場に赴き現地の状況を検査した。

（検査の結果）

検査したところ、上記の 200工事において、地盤改良工事の工法の選定に当たり、従来工

法と移動型改良工法との経済比較等の検討が十分行われていなかった。

そこで、これらの工事について本院が経済比較等の検討を行ったところ、次の 67工事に

ついて経済的な移動型改良工法を選定することができたと認められる。

すなわち、直轄事業として 2地方整備局管内の 3事務所
（注 3）

が施行した 5工事、工事費総額

10億 1535万円及び補助事業として 12県
（注 4）

の 19事業主体が施行した 62工事、工事費総額 39

億 9394万余円（国庫補助金 21億 2707万余円）、計 22事業主体が施行した 67工事について

は、従来工法による標準歩掛を用いるなどして、地盤改良工費を直轄事業で 6084万余円、

補助事業で 3億 4723万余円と積算していた。

しかし、これらの工事について現地の状況を確認するなどして、経済比較の検討を行った

ところ、いずれも移動型改良工法により経済的に施工できたと認められる。

＜事例＞

A県は、平成 18、19両年度に、道路改良工事（工事費 1億 5944万余円、地盤改良面積

8,419�）を施行している。この工事では、移動型改良工法との経済比較の検討を行わず

に、施工現場に農地等が隣接することから従来工法により施工していた。そして、地盤改

良工費を、発じん抑制型のセメント系固化材の 1 t当たりの単価を 25,500円として、標準

歩掛を用いるなどして 3527万余円と積算していた。

しかし、本件工事については、移動型改良工法により施工することが可能であり、改良

材として発じん抑制型のセメント系固化材に代えて、一般軟弱土用のセメント系固化材を

使用することにすると、改良材の 1 t当たりの単価は 10,700円となり、暫定歩掛を用いる

などして算出した地盤改良工費は 2773万余円となり、本件地盤改良工費は 753万余円（国

庫補助金相当額 376万余円）低減できたと認められる。

これにより、本件 67工事における地盤改良工費について、移動型改良工法を選定するこ

ととして修正計算すると、直轄事業で 5644万余円、補助事業で 3億 0336万余円となり、前
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記の積算額を直轄事業で約 430万円、補助事業で約 4380万円（国庫補助金相当額約 2320万

円）低減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のように、地盤改良工事の実施に当たり、従来工法と移動型改良工法との経済比較等

の検討を十分行っておらず、経済的な設計となっていない事態は適切とは認められず、是正

改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、事業主体において、工法の選定に当たり、粉じんの発

生を抑制する必要がある地盤改良工事について現場条件等に応じて移動型改良工法を選定す

ることにより地盤改良工費を低減できることを考慮して、従来工法と移動型改良工法との比

較検討を適切に実施すれば経済的となるのに比較検討を十分行っていなかったことにもよる

が、貴省において、上記について事業主体に十分周知徹底していなかったことなどによると

認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

粉じんの発生を抑制する必要がある地盤改良工事は、今後も引き続き多数実施されること

が見込まれる。

ついては、貴省において、有用な新技術を普及させて建設コストの縮減等に資することに

配慮して、粉じんの発生を抑制する必要がある地盤改良工事の実施に当たっては、移動型改

良工法について積極的な使用を検討して、かつ、経済比較等の検討を適切に実施して経済的

な設計となるよう、地方整備局等に対して周知徹底を図るとともに、都道府県等に対して助

言を行い、この旨が管内の関係機関等に周知徹底されることによりコストの縮減を図ること

の是正改善の処置を求める。

（注 1） 9地方整備局等 中国地方整備局、仙台河川国道、新潟国道、浜松河川国道、三重河

川国道、滋賀国道、松江国道、佐賀国道、長崎河川国道各事務所

（注 2） 18府県 京都府、宮城、秋田、千葉、石川、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、兵庫、

和歌山、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、宮崎各県

（注 3） 3事務所 滋賀国道、佐賀国道、長崎河川国道各事務所

（注 4） 12県 宮城、秋田、千葉、愛知、三重、滋賀、兵庫、和歌山、徳島、高知、福岡、佐

賀各県

（参 考 図）

移動型土質改良用機械の概念図
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（ 3） 調査等業務における交通船等の借上費に係る船員数の積算基準を作業の実態に合わせ

て改めるよう是正改善の処置を求めたもの

所管、会計名及
び科目

内閣府所管 一般会計 （組織）内閣本府

（項）地域再生推進費

国土交通省所管 一般会計 （組織）国土交通本省

（項）海岸事業費等

港湾整備特別会計（港湾整備勘定）（平成 20年度以降は社会資本整備

事業特別会計（港湾勘定）） （項）港湾事業費等

部 局 等 直轄事業 8地方整備局等

補助事業 10地方整備局等

事業及び補助の
根拠

地域再生法（平成 17年法律第 24号）、海岸法（昭和 31年法律第 101号）、

港湾法（昭和 25年法律第 218号）等

事 業 主 体 直轄事業 8地方整備局等

補助事業 都、府 1、県 18、市 13、町 3、村 3、管理組合 3、港務

局、大阪湾広域臨海環境整備センター

計 52事業主体

調査等業務の概
要

港湾整備事業における港湾施設の設計等に先立ち、地質、海底状況、

周辺海域の潮流等を把握するために、交通船等を使用して土質調査、

測量、水質環境調査等を実施するもの

事 業 費 直轄事業 29億 5929万余円（平成 18、19両年度）

補助事業 27億 1844万余円（平成 18、19両年度）

（国庫補助金交付額 14億 0007万余円）

交通船等の借上
費の積算額

直轄事業 2億 4099万余円（平成 18、19両年度）

補助事業 1億 4221万余円（平成 18、19両年度）

低減できた積算
額

直轄事業 8700万円（平成 18、19両年度）

補助事業 2640万円（平成 18、19両年度）

（国庫補助金相当額 1210万円）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

調査等業務における交通船等の借上費に係る船員数の積算について

（平成 20年 10月 20日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 調査等業務の概要

� 調査等業務の概要

貴省は、港湾整備事業における港湾施設の設計等に先立って、地質、海底状況、周辺海

域の潮流、生息する微生物等を把握するため、国の直轄事業又は地方公共団体等の港湾管
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理者等が行う補助事業として、土質調査、測量、水域環境調査、環境生物調査等の業務

（以下、これらを合わせて「調査等業務」という。）を毎年度多数実施している。

上記の調査等業務においては、交通船、測量船、観測船及び調査船（以下、これらの船

舶を「交通船等」という。）を借り上げ、主任技師、技師、技師補等（以下、これらの技師等

を「調査技師」という。）が乗船するなどして、当該業務に従事している。そして、これらの

交通船等の種類及び主な業務は、表 1のとおりである。

表 1 交通船等の種類及び主な業務

船舶の種類 主 な 業 務

交 通 船 土質調査業務において、海上の所定の箇所で土質試料の採取
等を行うために岸壁と海上の現場との間を往復する。

測 量 船 測量業務において、海底状況を調査するための深浅測量等を
行う。

観 測 船 水域環境調査業務において、流況調査等を行う。

調 査 船 環境生物調査業務において、プランクトン調査等を行う。

� 積算基準及び交通船等の借上費の積算

調査等業務において使用される交通船等の借上費（以下「交通船等の借上費」という。）の

積算に当たっては、直轄事業においては貴省港湾局が港湾工事等で実施される各種作業の

実態調査の結果を基に制定した「港湾請負工事積算基準」を、また、補助事業においては同

基準を参考にして港湾管理者等が制定した積算基準（以下、これらを合わせて「積算基準」

という。）を、それぞれ適用することとしている。そして、交通船等の船員数等の実態調査

については、平成 11年度及び 13年度に港湾工事及び調査等業務で使用された船舶を対象

として貴省が実施しており、その結果が積算基準に反映されている。

積算基準においては、交通船等の借上費の構成は次図のとおりとなっており、また、交

通船等の借上費は、次の�から�のとおり算定することとされている。

図 交通船等の借上費の構成

� 直接経費については、高級船員 1名と普通船員 1名、計 2名の船員労務費、燃料費及

び交通船等（総トン数 3.0t型）の船舶損料の合計額を算出する。

� 借上原価については、直接経費に現場管理費を加算して算出する。

� 交通船等の借上費については、借上原価に一般管理費等を加算して 1日当たりの交通

船等の借上費を算出し、これに調査日数を乗ずるなどして算定する。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）
ふくそう

交通船等の使用状況は、工事用船舶等が輻輳する港湾工事において使用される場合と、静

穏な海域で実施される本件調査等業務において使用される場合とでは異なると考えられる
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が、貴省の実施した前記の実態調査ではそれらを区分していなかった。そこで、本院は、経

済性等の観点から、積算基準が調査等業務において使用される交通船等の作業等の実態を反

映したものとなっているかに着眼して、船員数、船員の作業内容等の実態について会計実地

検査を行った。

そして、18、19両年度に、直轄事業として 8地方整備局等
（注 1）

が実施した調査等業務 241

件、29億 5929万余円及び補助事業として 44港湾管理者等
（注 2）

が実施した調査等業務 307件、

27億 1844万余円（国庫補助金 14億 0007万余円）の計 548件、計 56億 7774万余円（国庫補

助金計 14億 0007万余円）を対象として検査した。検査に当たっては、直轄事業及び補助事

業を実施している 142事務所等において、調査等業務に使用した交通船等の作業等の実態を

船舶検査証書等の書類により検査した。

（検査の結果）

前記の調査等業務 548件の積算においては、交通船等の借上費を直轄事業で 2億 4099万

余円、補助事業で 1億 4221万余円と算定していた。

そして、これらの調査等業務において使用された交通船等の作業等の実態は、次のとおり

となっていた。

ア 交通船等に実際に乗船している船員数についてみると、表 2のとおり、直轄事業 241件

の契約で使用された交通船等 1,095隻のうちの 874隻（79.8％）、補助事業 307件の契約で

使用された交通船等 683隻のうちの 635隻（93.0％）、計 1,778隻のうちの 1,509隻（84.9％）

において、船員数が 1名となっていた。

表 2 調査等業務において使用された船員 1名の交通船等の隻数

調査項目
直轄・
補助の別

契約件数
（件）

使用された交
通船等の隻数

（隻）
うち、船員 1名の交通
船等の隻数（隻、（％））

直轄事業 241 1,095 874
（79.8）

補助事業 307 683 635
（93.0）

計 548 1,778 1,509
（84.9）

イ 上記アで船員数が 1名となっている理由についてみると、表 3のとおり、直轄事業 221

件及び補助事業 278件、計 499件の調査等業務で使用され、船員等の作業内容が確認でき

た交通船等延べ 1,152隻のうち、調査技師が資機材等の積卸しを行うためとしているもの

が 486隻（42.2％）、調査技師が離着岸等の補助を行うためとしているものが 419隻

（36.4％）、もともと交通船等に船員が 1名しか配置されていなかったためとしているもの

が 212隻（18.4％）となっていた。
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表 3 調査等業務における交通船等の船員の作業内容

直轄・
補助の
別

調査項目

船員を 1名としている理由（隻、（％））

契約件
数、隻数

検査対象
の全数

左のうち
船員等の
作業内容
が確認で
きたもの

調査技師
が資機材
等の積卸
しを行う
ため

調査技師
が離着岸
等の補助
を行うた
め

もともと交通
船等に船員が
1名しか配置
されていな
かったため

その他 計

直轄事業

契約件数 241 221

隻 数 1,095 686 274 251 136 25 686
（39.9） （36.6） （19.8） （3.6） （100.0）

補助事業

契約件数 307 278

隻 数 683 466 212 168 76 10 466
（45.5） （36.1） （16.3） （2.1） （100.0）

計

契約件数 548 499

隻 数 1,778 1,152 486 419 212 35 1,152
（42.2） （36.4） （18.4） （3.0） （100.0）

ウ 実際に交通船等に乗船している船員 1名が行っている作業内容についてみると、当該船

員は、専ら調査技師の指示に従って岸壁と海上の調査現場の間を移動するための操船作業

を行っていた。

また、交通船等の操船については、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」（昭和 26年法律第 149

号）等に基づき、船員が小型船舶操縦士の資格を保有することにより、当該船員 1名で総ト

ン数 20t未満の船舶を操船できることとなっている。

このように、実際に交通船等に乗船している船員は 1名であること、また、交通船等の規

格は前記のとおり総トン数が 20t未満であることから、船員が 1名であっても作業上及び法

律上問題はないと認められる。

この船員の職種については、港湾工事の積算に適用する「公共工事設計労務単価」によれ

ば、高級船員と普通船員に区分されており、このうち高級船員は主たる作業を行う作業船の

船長であるとされている。そして、調査等業務においては船員 1名が船長として乗船して操

船を主な作業として行っているのが実態である。

したがって、調査等業務における交通船等の借上費の積算については、前記の作業の実態

を反映させるなどして、高級船員を 1名として積算すべきであると認められる。

調査等業務の交通船等の借上費の積算について、船員の職種及び船員数を高級船員 1名と

して修正計算すると、補助事業において計上漏れとなっていた諸経費を考慮しても、直轄事

業で 1億 5397万余円、補助事業で 1億 1578万余円（国庫補助金相当額 5258万余円）とな

り、前記の積算額を直轄事業で約 8700万円、補助事業で約 2640万円（国庫補助金相当額約

1210万円）低減できると認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のとおり、調査等業務においては、交通船等に乗船している船員数の実態が 1名と

なっているものが多数を占めており、その主な作業内容が調査技師の指示に従って岸壁と海

上の調査現場の間を移動するための操船作業となっていることからみて、積算基準が実態を

反映していない事態は適切とは認められず、是正改善を図る要があると認められる。
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（発生原因）

このような事態が生じているのは、調査等業務で使用する交通船等の操船を船員 1名で

行っている状況が多数見受けられるのに、貴省において、この実態を十分把握しておらず、

これを積算基準に反映していなかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

貴省は、今後も引き続き調査等業務を多数直轄事業で実施し、又は港湾管理者等に対し補

助を行うことが見込まれる。

ついては、貴省において、調査等業務で使用する交通船等については、作業の実態に合わ

せて積算基準を改め、もって貴省及び港湾管理者等が積算を適切に行うことができるよう是

正改善の処置を求める。

（注 1） 8地方整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿、四国、九州各地方整備局、北海道

開発局

（注 2） 44港湾管理者等 東京都、大阪府、青森、福島、千葉、神奈川、新潟、福井、愛知、

兵庫、和歌山、島根、広島、香川、愛媛、福岡、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄各県、

小樽、川崎、横須賀、大阪、神戸、福山、呉、丸亀、福岡、北九州、佐世保、鹿児

島、奄美各市、上島、長島、瀬戸内各町、三島、大和、宇検各村、苫小牧港、名古

屋港、那覇港各管理組合、新居浜港務局、大阪湾広域臨海環境整備センター

（ 4） トンネル工事の実施に当たり、集じん機の機種及び規格の選定を適切なものとするこ

とにより、経済的な設計を行うよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））

（項）道路事業費

（項）北海道道路事業費

（項）離島道路事業費

（項）地方道路整備臨時交付金

部 局 等 直轄事業 10地方整備局等

補助事業 3県

事業及び補助の
根拠

道路法（昭和 27年法律第 180号）、離島振興法（昭和 28年法律第 72号）等

事 業 主 体 直轄事業 10地方整備局等

補助事業 3県

計 13事業主体

工 事 の 概 要 道路交通の安全確保等を図るために、平成 18、19両年度に NATM

工法により実施するトンネル工事

工 事 費 直轄事業 398億 8940万余円

補助事業 57億 1131万余円

（国庫補助金交付額 31億 4122万余円）
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集じん機の運転
経費の積算額

直轄事業 8億 2213万余円

補助事業 1億 5783万余円

低減できた集じ
ん機の運転経費
の積算額

直轄事業 1億 6080万円

補助事業 3810万円

（国庫補助金相当額 2090万円）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 事業の概要

� トンネル工事の概要

貴省は、道路交通の安全確保とその円滑化を図るために、国が行う直轄事業又は地方公

共団体が行う国庫補助事業として、道路整備事業を実施している。

そして、国及び地方公共団体は、道路整備事業の一環として、トンネル工事を毎年度多

数実施しており、工事に要する費用も多額なものになっている。これらのトンネル工事の

多くは NATM工法
（注 1）

により実施されており、この工法による地山の掘削、ずり出し、コン

クリートの吹付けなどの作業には、ドリルジャンボ、大型ブレーカ、コンクリート吹付機

等の建設機械が使用されている。

そして、上記の建設機械の使用により、コンクリート吹付作業時等に粉じん及び排気ガ

スが発生することから、坑内の良好な作業環境を保持するために、集じん機による粉じん

対策、換気ファン等による換気対策等を行っている。

（注 1） NATM工法 New Austrian Tunnelling Methodの略でナトム工法と呼ばれる。トン

ネルを掘削して、支保工を建て込んだ後、コンクリート吹付け、ロックボルト等を

適宜組み合わせて施工することにより、地山の持っている支持力を最大限に生かす

工法

� トンネル工事における粉じん対策

トンネル工事における粉じん対策については、「ずい道等建設工事における粉じん対策

の推進について」（平成 12年基発第 768号の 2労働省労働基準局長通知）等により定められた粉

じん濃度目標レベルを達成するために、粉じん発生源の近くで、粉じんが拡散する前に効

率よく吸引・捕集して周辺の空気を汚染させないよう集じん機を使用することが有効とさ

れている。

そして、貴省制定の土木工事標準積算基準書及びこれを基に都道府県等がそれぞれ制定

している積算基準（以下、これらを合わせて「積算基準等」という。）においては、トンネル

工事におけるコンクリート吹付作業時の粉じん対策として、集じん機の使用を標準として

いる（参考図参照）。
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� 集じん機の機種及び規格

集じん機の機種及び規格については、貴省制定の建設機械等損料算定表（以下「損料算定

表」という。）では、フィルタ材を通して粉じんをろ過分離させるフィルタ式集じん機（以下

「フィルタ式」という。）及び粉じんを高電圧で荷電させて静電沈降させる電気式集じん機

（以下「電気式」という。）の 2機種が記載されている。また、集じん機の規格については、

集じん機が 1分間に吸引できる規格別に示されており、フィルタ式については平成 18年

度以降 10規格（150�/分級～1,800�/分級、2,400�/分級、3,000�/分級）、電気式につい

ては同年度以降 3規格（1,800�/分級、2,000�/分級、2,400�/分級）が記載されている。

そして、積算基準等では、18年度からフィルタ式及び電気式のいずれについても積算で

きることになっている。

� 集じん機の選定

貴省及び都道府県等は、集じん機の選定に当たり、ずい道等建設工事における換気技術

指針（建設業労働災害防止協会編。以下「換気指針」という。）に基づき、トンネルの規模、機

種別の集じん効率等を考慮して、集じん機が汚染された空気を粉じん濃度目標レベル以下

に処理するために必要な吸引量（以下「処理容量」という。）を算出して、これを基に損料算

定表に記載されている集じん機の機種及び規格の中から処理容量の直近上位のものを選定

している。

そして、フィルタ式と電気式とを比較すると、集じん効率がフィルタ式の方が高いこと

から、フィルタ式の方が電気式よりも小さい処理容量で済むこととなる。したがって、同

一の環境条件であっても、機種の違いにより、選定できる規格が異なってくる場合があ

る。

� 集じん機の運転経費

集じん機の運転経費については、運転日当たりの損料（以下「損料」という。）及び電力料

を基に、掘削 1 m当たりの運転経費を算出して、これに施工延長を乗ずるなどして算出

している。

そして、損料算定表によると、前記のとおり、電気式の規格は 1,800�/分級から 2,400

�/分級までとなっているために、これらと同程度の処理容量であるフィルタ式 1,800�/

分級及び 2,400�/分級の 2規格についてみた場合、電気式の方が損料が安価で電力使用

量が少ないことなどから、同規格同士では電気式の方が運転経費は安価となる。また、

フィルタ式 1,800�/分級と、これよりも大きい規格である電気式 2,000�/分級及び 2,400

�/分級とを比較した場合でも電気式の方が運転経費は安価となる。なお、フィルタ式及

び電気式における維持修理費率、年間管理費率等は、いずれの場合でも同率となってい

る。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

近年、トンネル工事において使用する集じん機については、電気式が改良されて普及して

きており、前記のとおり、電気式はフィルタ式に比べて損料が安価で電力使用量が少ないな

どのために、運転経費が安価となっている。

そこで、本院は、集じん機を使用するトンネル工事について、経済性等の観点から、集じ
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ん機の機種及び規格の選定を適切に行い、コストの縮減が図られているかなどに着眼して検

査した。

（検査の対象及び方法）

18、19両年度に発注して施行したトンネル工事のうち、直轄事業として 11地方整備局等
（注 2）

が施行した 52工事、工事費総額 1210億 4222万余円及び補助事業として 5県
（注 3）

が施行した 7

工事、工事費総額 84億 7236万余円（国庫補助金 47億 2210万余円）、計 59工事を検査の対

象として、上記の計 16事業主体において、各工事の設計図書等の書類により会計実地検査

を行い、必要に応じて工事現場に赴き現地の状況を検査した。

（検査の結果）

検査したところ、上記の 59工事のうち 54工事において、集じん機の機種及び規格の選定

に当たり、フィルタ式と電気式との比較検討が十分行われていなかった。

そこで、これらの工事について本院が経済比較等の検討を行ったところ、次の 27工事に

ついて経済的な電気式を選定することができたと認められる。

すなわち、直轄事業として 10地方整備局等
（注 4）

が施行した 23工事、工事費総額 398億 8940

万余円及び補助事業として 3県
（注 5）

が施行した 4工事、工事費総額 57億 1131万余円（国庫補助

金 31億 4122万余円）、計 13事業主体が施行した 27工事については、集じん機の機種及び

規格について、電気式による処理容量を算出するなどの比較検討を行うことなくフィルタ式

1,800�/分級を選定しているものが 15工事、同 2,400�/分級を選定しているものが 12工事

となっていた。そして、これらの運転経費として直轄事業で 8億 2213万余円、補助事業で

1億 5783万余円と積算していた。

しかし、各工事における電気式による処理容量を集じん効率等を考慮して改めて算出した

結果、フィルタ式と同規格又は大きい規格の電気式を選定できるものとなっており、これに

より、電気式 1,800�/分級が 2工事、同 2,000�/分級が 8工事、同 2,400�/分級が 17工事

となり、計 27工事のすべてにおいて経済的となる電気式を選定できたと認められる。

＜事例＞

A局 B事務所は、平成 18年度に、トンネル工事（工事費 41億 0950万円、トンネル延

長 1,927m）を発注して施行している。この工事では、集じん機の機種及び規格の選定に当

たり、機種については、実績が多いことなどから、電気式との比較検討を行わずにフィル

タ式を選定していた。また、規格については、換気指針に基づき、フィルタ式の集じん効

率等を考慮して処理容量を 1,608�/分と算出して、損料算定表記載のフィルタ式のう

ち、当該処理容量の直近上位の 1,800�/分級を選定していた。そして、掘削 1 m当たり

の運転経費を算出して、これに施工延長を乗ずるなどして集じん機の運転経費を 9556万

余円としていた。

しかし、電気式による処理容量を改めて算出すると 1,910�/分となり、フィルタ式

1,800�/分級よりも経済的となる直近上位の電気式 2,000�/分級を選定できたと認められ

る。

これにより、集じん機の運転経費を修正計算すると 7837万余円となり、本件集じん機

の運転経費は 1719万余円低減できたと認められる。なお、実際の施工では電気式

2,000�/分級を設置している状況である。
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上記により、本件 27工事における集じん機の運転経費について、電気式を選定すること

として修正計算すると、直轄事業において 6億 6128万余円、補助事業において 1億 1972万

余円となり、前記の積算額を直轄事業で約 1億 6080万円、補助事業で約 3810万円（国庫補

助金相当額約 2090万円）低減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

前記のように、トンネル工事における集じん機の選定に当たり、フィルタ式と電気式との

経済比較等の検討を十分行っておらず、経済的な設計となっていない事態は適切とは認めら

れず、是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、事業主体において、集じん機の機種及び規格の選定に

当たり、フィルタ式に比べて損料が安価で電力使用量が少ない電気式の普及等を考慮して、

フィルタ式と電気式との比較検討を適切に実施すれば経済的となるのに比較検討を十分行っ

ていなかったことにもよるが、貴省において、上記について事業主体に十分周知徹底してい

なかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

トンネル工事は、今後も引き続き多数実施されることが見込まれる。

ついては、貴省において、トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定

に当たっては、近年の電気式の普及等を考慮するなどして、フィルタ式と電気式との比較検

討を適切に実施して経済的な設計となるよう、地方整備局等に対して周知徹底を図るととも

に、都道府県等に対しても助言を行い、この旨が管内の関係機関等に周知徹底されることに

よりコストの縮減を図ることの是正改善の処置を求める。

（注 2） 11地方整備局等 関東、近畿、中国、九州各地方整備局、北海道開発局小樽、函館、

室蘭、留萌、網走、帯広、釧路各開発建設部

（注 3） 5県 宮城、奈良、香川、宮崎、鹿児島各県

（注 4） 10地方整備局等 近畿、中国、九州各地方整備局、北海道開発局小樽、函館、室蘭、

留萌、網走、帯広、釧路各開発建設部

（注 5） 3県 宮城、奈良、鹿児島各県

トンネル工事における集じん機の概念図
（参 考 図）
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（ 5） 高齢者の生活特性に配慮した公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提供す

るために整備された高齢者生活相談所及び LSA専用住戸を有効に利活用するよう意

見を表示したもの

所管、会計名及
び科目

内閣府所管 一般会計 （組織）内閣本府

（項）沖縄開発事業費

�
�
�
�
�

平成 13年 1月 5日以前は、

総理府所管 一般会計 （組織）沖縄開発庁

（項）沖縄開発事業費

�
�
�
�
�

国土交通省所管 一般会計 （組織）国土交通本省

（項）住宅建設等事業費

（項）揮発油税等財源都市環境整備事業費

（項）都市環境整備事業費

（項）北海道住宅建設等事業費

�
�
�
�
�
�
�
�
�

平成 13年 1月 5日以前は、

総理府所管 一般会計 （組織）北海道開発庁

（項）北海道住宅建設等事業費

建設省所管 一般会計 （組織）建設本省

（項）住宅建設等事業費

�
�
�
�
�
�
�
�
�

部 局 等 国土交通本省（平成 13年 1月 5日以前は建設本省及び総理府北海道開

発庁）

沖縄総合事務局（平成 13年 1月 5日以前は総理府沖縄開発庁沖縄総合

事務局）

補 助 の 根 拠 公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

都、道、府 1、県 9、市 40、特別区 7、町 9、村 1、計 69事業主体

補 助 事 業 シルバーハウジング・プロジェクトによる公営住宅整備

補助事業の概要 高齢者の生活特性に配慮した住宅及び附帯施設の供給並びに福祉サー

ビスの提供を行う公営住宅を整備する事業

利活用が十分で
ない高齢者生活
相談所等

高齢者生活相談所 221か所

LSA専用住戸 14戸

上記に係る事業
費

11億 0067万円（平成元年度～18年度）

上記に対する国
庫補助金相当額

5億 0504万円

【意見を表示したものの全文】

高齢者の生活特性に配慮した公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提供する

ために整備された高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の利用状況について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
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記

1 事業の概要

� シルバーハウジング・プロジェクトの概要

貴省は、公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）等に基づき、シルバーハウジング・プロ

ジェクトによる公営住宅整備事業を実施する事業主体である都道府県又は市区町村に対し

て、その整備に要する費用について公営住宅建設費等補助金等を交付している。

シルバーハウジング・プロジェクトは、高齢者の世帯が地域社会の中で自立して安全か

つ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援するため、福祉施策と住宅施

策の密接な連携の下に、高齢者の生活特性に配慮した公営住宅（以下「シルバーハウジン

グ」という。）及び附帯施設の整備・管理（以下「供給」という。）を行うとともに、ライフサ

ポートアドバイザー（以下「LSA」という。）により、シルバーハウジングに入居している高

齢者（以下「入居者」という。）に対して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、

緊急時の対応等の福祉サービスの提供を行う事業である。

� シルバーハウジング・プロジェクトの事業計画

シルバーハウジング・プロジェクトの実施に当たっては、事業主体は、「シルバーハウ

ジング・プロジェクトの実施について」（平成 13年 3月国住備発第 51号、厚生労働省老発第

114号 国土交通省住宅局長及び厚生労働省老健局長通知。平成 13年 3月 27日以前は昭和 63年建

設省住建発第 8号、厚生省社老発第 7号 建設省住宅局長及び厚生省社会局長通達。以下「実施通

知」という。）等に基づき、以下の基準を満たす事業計画を策定して、地方整備局長、北海

道開発局長又は沖縄総合事務局長及び厚生労働大臣に届け出なければならない（13年 3月

の実施通知改正以前は承認を得なければならない。）こととされている。

� シルバーハウジング・プロジェクトは、シルバーハウジング及び附帯施設が所在する

市区町村の総合的な高齢者住宅施策の下に当該市区町村の福祉施策との密接な連携の下

で実施されるものであること

� シルバーハウジングの入居要件は、高齢者（60歳以上）の単身世帯、高齢者のみから

なる世帯等であること

� LSAが夜間における緊急時に対応するなどのため、当該団地に居住する場合には、

LSAが居住するための住宅（以下「LSA専用住戸」という。）について配慮されていること

� 福祉サービスは、入居者に対して、LSAが必要に応じて生活指導・相談、安否の確

認等のサービスを行うものであること

事業主体は、上記の基準により策定された事業計画に従って事業を実施するとともに、

事業主体のうちシルバーハウジング及び附帯施設の供給を行う者（以下「住宅供給者」とい

う。）と福祉サービスを提供する者（以下「福祉提供者」という。）とが異なる場合には、事業

実施に当たり十分協議して調整を図るものとされている。

� 高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の整備

高齢者生活相談所及び LSA専用住戸は、住宅供給者である都道府県又は市区町村の公

営住宅整備部局が上記の事業計画に従って附帯施設として次のように整備している。

ア 高齢者生活相談所

高齢者生活相談所は LSAによる入居者に対する福祉サービスの提供の場所及び入居
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者の交流の場所として整備されている。そして、高齢者生活相談所内には、用途に応じ

て、LSAが執務を行う部屋（以下「LSA執務室」という。）、LSAが入居者に生活指導・相

談を行う部屋（以下「生活相談室」という。）、入居者相互の団らんを図ることを目的とし

た部屋（以下「団らん室」という。）等が設置されている。高齢者生活相談所の整備に係る

公営住宅建設費等補助金の額は、公営住宅法等に基づき、整備に要する費用に 2分の 1

を乗ずるなどして算定することとなっている。

イ LSA専用住戸

LSA専用住戸は、実施通知に基づき、LSAが当該団地の敷地内に居住して福祉サー

ビスの提供を行う場合に必要な住宅であり、中堅所得者等の居住を目的とする特定公共

賃貸住宅
（注 1）

等として整備されている。LSA専用住戸の整備に係る補助金の額は、特定優

良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 5年法律第 52号）等に基づき、整備に要する

費用に 3分の 1を乗ずるなどして算定することとなっている。

� LSAによる福祉サービスの提供

LSAによる福祉サービスは、福祉提供者である市区町村の福祉部局が担当しており、

一般的に、介護老人福祉施設等を運営する社会福祉法人等に委託して実施しており、これ

に要する費用については、厚生労働省の助成の対象とされている。

福祉サービスの提供を行う LSAは、昭和 62年度の事業開始当初は原則として LSA専

用住戸に住み込みにより勤務することとされていたが、平成 12年度からは LSAが高齢者

生活相談所へ通所して勤務することも認められた。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

シルバーハウジング・プロジェクトにより入居者に対する福祉サービスを提供するなどの

ため、住宅供給者による高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の整備が現在までに多数実施

されている。

一方、福祉提供者による福祉サービスの提供状況についてみると、上記のように LSAの

勤務形態に高齢者生活相談所への通所が認められるなど、その提供方法は多様化してきてい

る。

そこで、有効性等の観点から、住宅供給者と福祉提供者との連携の下に計画して供給する

こととされている高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の利用状況に着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、24都道府県
（注 2）

及び管内の市区町村において会計実地検査を行った。そして、19都

道府県
（注 3）

及び 23都道府県
（注 4）

管内の 120市区町村、139住宅供給者が昭和 63年度から平成 19年

度までの間に整備した高齢者生活相談所（501団地、532か所）内に設置された 936部屋（事業

費 36億 7258万余円、国庫補助金相当額 17億 8750万余円）、並びに 8都府県
（注 5）

及び 12都道

府県
（注 6）

管内の 32市区村、40住宅供給者が昭和 63年度から平成 17年度までの間に整備した

LSA専用住戸 289戸（216団地、事業費 19億 4544万余円、国庫補助金相当額 5億 9581万余

円）、これらに係る事業費計 56億 1802万余円、国庫補助金相当額計 23億 8332万余円（保存

期限経過等により書類が保存されていないため、事業費及び国庫補助金相当額が不明のもの

があり、その額は含めていない。以下同じ。）を対象として検査した。
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検査に当たっては、整備された高齢者生活相談所及び LSA専用住戸の利用状況について

検査を行うとともに、福祉サービスの提供状況等について社会福祉法人等との間で締結され

た契約書等を基に福祉提供者から説明を受けるなどして調査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、12都道府県
（注 7）

及び 19都道府県
（注 8）

管内の 57市区町村、69住宅供給者が整備

した高齢者生活相談所（206団地、221か所）内に設置された 277部屋（事業費 9億 2946万余

円、国庫補助金相当額 4億 5549万余円）、並びに東京都、山梨県及び神奈川県管内の 1市、

3住宅供給者が整備した LSA専用住戸 14戸（12団地、事業費 1億 7120万余円、国庫補助

金相当額 4955万余円）、これらに係る事業費計 11億 0067万余円、国庫補助金相当額計 5億

0504万余円において、次のような事態が見受けられた（�及び�には、住宅供給者が重複し

ているものがある。）。

� 高齢者生活相談所の利用状況について

高齢者生活相談所内の LSA執務室、生活相談室、団らん室の設置状況は、各部屋がそ

れぞれ独立して設置されていたり、一部屋が複数の用途を兼ねていたりしていた。

検査の対象とした高齢者生活相談所 532か所内に設置された 936部屋を用途別に示す

と、表 1のとおりである。

表 1 高齢者生活相談所の用途別部屋数

区 分 用 途 部屋数

LSA執 務 室
として設置さ
れている部屋

LSA執務室として独立 155

生活相談室又は団らん室兼用 254

小 計 409

生活相談室、
団らん室とし
て設置されて
いる部屋

生活相談室として独立 181

団らん室として独立 284

生活相談室及び団らん室兼用 62

小 計 527

合 計 936

上記各部屋の 19年度における利用状況について、用途別に検査した結果は、次のとお

りである。

ア LSA執務室の利用状況について

LSA執務室（生活相談室又は団らん室と用途を兼ねているものを含む。）として設置さ

れた 409部屋は、LSAの勤務の拠点として利用することを目的として設置されてお

り、大半の LSA執務室は、設置の目的どおりに利用されていた。

しかし、LSAが、近隣の福祉施設等を勤務の拠点とするなどしていて、入居者の生

活指導・相談、安否の確認等を入居者の住戸等へ直接赴いて実施するなどしていたた

め、19年度における LSA執務室の利用実績が月に 3日以下のものが 12部屋（ 8住宅供

給者、12団地、12か所、事業費 2358万余円、国庫補助金相当額 1422万余円）見受けら

れた。これらは、近隣の福祉施設の状況等も踏まえて LSA執務室の設置の必要性につ

いて事業計画策定時に十分検討する必要があったと認められた。
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＜事例 1＞

住宅供給者である A県は、平成 16年 3月に、B町において、C団地（シルバーハ

ウジング 24戸）の整備に併せて、LSA執務室（14.5�）を含む高齢者生活相談所
（69.6�）を整備している。そして、福祉提供者である B町は、LSAの派遣を社会福

祉法人に委託している。事業計画によると、LSAは LSA執務室を利用して業務を行

うこととしていたが、LSAによる福祉サービスは、入居者の住戸へ直接赴き、入居

者の安否の確認等を行っており、業務日誌の作成等の業務は上記法人の事務室で行っ

ていて、設置された LSA執務室は利用されていなかった。

イ 生活相談室及び団らん室の利用状況について

生活相談室及び団らん室として設置されている 527部屋の中で、利用状況を把握でき

た 506部屋の利用実績は、表 2のとおりである。

表 2 生活相談室及び団らん室の利用状況（部屋数内訳）

区 分 利用状況を把握
できた部屋

利 用 状 況

ほぼ毎日 週 1～ 2日程度 月 3日以下 うち利用なし

生活相談室
176部屋 43部屋 32部屋 101部屋 21部屋

100.0％ 24.4％ 18.2％ 57.4％ 11.9％

団 ら ん 室
273部屋 68部屋 70部屋 135部屋 18部屋

100.0％ 24.9％ 25.6％ 49.5％ 6.6％

両室を兼用
57部屋 17部屋 11部屋 29部屋 0部屋

100.0％ 29.8％ 19.3％ 50.9％ 0.0％

合 計
506部屋 128部屋 113部屋 265部屋 39部屋

100.0％ 25.3％ 22.3％ 52.4％ 7.7％

生活相談室及び団らん室の 19年度における利用実績は、ほぼ毎日利用されているも

のが 128部屋（25.3％）ある一方で、月に 3日以下のものが 265部屋（52.4％、69住宅供

給者、203団地、218か所、事業費 9億 0588万余円、国庫補助金相当額 4億 4126万余

円）あり、この中には利用されていない部屋も 39部屋（7.7％）見受けられた。

そこで、生活相談室及び団らん室の利用状況が月に 3日以下のもの 265部屋につい

て、利用が少ない理由を調査した。

生活相談室としての利用が少ない理由は、表 3 ― 1のとおり、入居者からの相談が少

ないためとしているものが 37.3％、生活相談室以外の入居者の各住戸等で相談を受けて

いるためとしているものも 33.3％を占めていて、入居者の多くは LSAが各住戸を訪問

して安否の確認を行う際に、相談を受けているとしていた。

また、団らん室としての利用が少ない理由は、表 3 ― 2のとおり、入居者同士の付き

合いが希薄なためとしているものが 43.2％、利用の要望が少ないためとしているものが

20.5％となっているなど、入居者の事情によるものであるとしている回答が多く見受け

られた。
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表 3 ― 1 生活相談室としての利用が少ない理由

（複数回答）

回 答 内 容 構成比

入居者からの相談が少ないため 37.3％

各住戸等で相談を受けているため 33.3％

高齢化により生活相談室への移動が
困難なため 3.9％

電話で相談を受けているため 3.9％

利用する意識が低いため 2.9％

その他 18.6％

合 計 100.0％

表 3 ― 2 団らん室としての利用が少ない理由

（複数回答）

回 答 内 容 構成比

入居者同士の付き合いが希薄なため 43.2％

利用の要望が少ないため 20.5％

高齢化により団らん室への移動が困
難なため 4.8％

他の施設を利用するため 2.7％

定期的な利用に限定されているため 2.7％

利用する意識が低いため 2.7％

常に団らん室でコミュニティ活動を
行う状況にないため 2.1％

その他 21.2％

合 計 100.0％

（注） 構成比は、小数点第 2位以下を四捨五入しているため、各項目を合計しても 100％にならない。

一方、団らん室の利用については、前記の表 2のとおり、ほぼ毎日利用しているもの

も 24.9％あり、これらの団らん室は、入居者が気軽に立ち寄れるような状況が作り出

されており、LSAのサポートの下に入居者を中心としたクラブ活動、コミュニティ活

動等に利用されている。

＜事例 2＞

D市は、E団地（シルバーハウジング 38戸）を平成 7年 12月から管理開始してお

り、LSAの派遣を社会福祉法人に委託している。D市が策定した事業計画による

と、団らん室は、�サロン的交流の場、�文化、学習、創作活動等の拠点、�入居者

以外の地域住民も含めた交流の場等として利用することとしていた。

そして、団らん室は、入居者を中心に近隣の居住者も参加してカラオケ、書道等の

クラブ活動やコミュニティ活動等に利用されており、19年度における実績は約 260

回となっていた。

� LSA専用住戸の利用状況について

管理開始当初は LSAが住み込みにより福祉サービスを提供していたが、その後住み込

みにより勤務する LSAが確保できず、通所による勤務に変更するなどした結果、LSA専

用住戸としての利用の見込みがないまま、19年度末時点において、 1年以上空き家と

なっているものが 14戸（ 3住宅供給者、12団地、事業費 1億 7120万余円、国庫補助金相

当額 4955万余円）見受けられた。

＜事例 3＞

住宅供給者である F県は、G市において、H団地（シルバーハウジング 30戸）を平成

8年 4月から管理開始している。そして、福祉提供者である G市は、LSAの派遣を社

会福祉法人に委託しており、LSAは、管理開始以降、LSA専用住戸（87.9�）に住み込

んで福祉サービスの提供を行っていた。その後、LSAが転居して、高齢者生活相談所

への通所により福祉サービスの提供を行っていたため、当該住宅は 13年 8月から利用

されていなかった。
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そして、F県は、LSA専用住戸内に設置された緊急時の通報を受ける監視装置の移

設等が必要なことなどから、一般用の特定公共賃貸住宅として居住者を公募するなどし

ていなかった。この結果、当該住宅は長期にわたり空き家となっており、その利活用が

図られていない状況となっていた。

一方、住宅供給者の中には、福祉サービスの提供方法を住み込みから通所に変更した団

地において、特定公共賃貸住宅として整備した LSA専用住戸の利用が見込めなくなった

ことから、これを一般用の特定公共賃貸住宅として利用しているものが見受けられた。

（改善を必要とする事態）

上記�及び�のとおり、高齢者生活相談所が入居者等に十分に利用されていなかったり、

LSA専用住戸が空き家となっていたりしている事態は、整備された高齢者生活相談所及び

LSA専用住戸の有効な利活用が図られておらず、改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、シルバーハウジングの管理開始後の入居者及び LSA

の状況の変化等にもよるが、次のことなどによると認められる。

ア 事業主体において、住宅供給者と福祉提供者との連携が十分でなく、事業計画の策定時

における高齢者生活相談所の利用方法及び LSAの福祉サービスの提供方法に関しての検

討が十分でなかったり、管理開始後の状況の変化等に対応した高齢者生活相談所及び

LSA専用住戸の利活用方法の検討が十分でなかったりしたこと

イ 貴省において、事業主体に対して、事業計画の策定時及び管理開始後に参考となる高齢

者生活相談所及び LSA専用住戸の具体的な利活用方法、事例等を示すなどの情報提供が

十分でなかったこと

3 本院が表示する意見

高齢者人口・世帯数は、今後ますます増加することが予想されることから、貴省において

は、高齢者の住宅施策について様々な取組がなされている。

そして、貴省においては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成 19年法律第 112号）に基づき「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

基本的な方針」（平成 19年国土交通省告示第 1165号）を定めており、この基本方針においては、

高齢者等の住宅確保要配慮者の居住の安定を図る上で、シルバーハウジングの供給を推進す

ることが有効であるとされている。また、政府が 20年 7月に取りまとめた「社会保障の機能

強化のための緊急対策～ 5つの安心プラン～」においても、低所得の高齢者が適切な負担で

入居可能な公的賃貸住宅等の供給を促進するとされたところである。

ついては、今後も引き続きシルバーハウジング・プロジェクトを推進していくのであるか

ら、貴省において、厚生労働省と連携して、事業主体に対して次の処置を講ずることによ

り、高齢者生活相談所及び LSA専用住戸を有効に利活用するよう意見を表示する。

ア 事業計画を策定するに当たっては、住宅供給者と福祉提供者が連携して各部屋の必要

性、利用方法等について十分協議を行い、策定した事業計画に従って高齢者生活相談所の

供給を行うよう周知徹底を図ること
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イ 高齢者生活相談所については、具体的な利活用方法、事例等の情報提供を積極的に行う

などすること

ウ 利用が見込めなくなった LSA専用住戸については、特定公共賃貸住宅、福祉関係施設

等として利活用するための方策を示すなどすること

（注 1） 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 5年法律第 52

号）に基づき、地方公共団体が建設及び管理を行う特定優良賃貸住宅

（注 2） 24都道府県 東京都、北海道、大阪府、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、神奈川、富

山、石川、山梨、愛知、滋賀、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、熊

本、大分、沖縄各県

（注 3） 19都道府県 東京都、北海道、大阪府、宮城、茨城、栃木、神奈川、山梨、愛知、滋

賀、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、熊本、大分各県

（注 4） 23都道府県 東京都、北海道、大阪府、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、神奈川、富

山、石川、山梨、愛知、滋賀、兵庫、岡山、広島、山口、愛媛、福岡、熊本、大

分、沖縄各県

（注 5） 8都府県 東京都、大阪府、山梨、滋賀、岡山、広島、徳島、熊本各県

（注 6） 12都道府県 東京都、北海道、大阪府、宮城、栃木、神奈川、富山、兵庫、岡山、広

島、福岡、熊本各県

（注 7） 12都道府県 東京都、北海道、大阪府、宮城、茨城、栃木、神奈川、山梨、愛知、徳

島、福岡、大分各県

（注 8） 19都道府県 東京都、北海道、大阪府、宮城、茨城、栃木、神奈川、石川、愛知、滋

賀、兵庫、岡山、広島、山口、愛媛、福岡、熊本、大分、沖縄各県

（ 6） 一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守

に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示

したもの

会 計 名 一般会計、特定国有財産整備特別会計、自動車損害賠償保障事業特別

会計（平成 20年度以降は自動車安全特別会計（保障勘定））、道路整備

特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道路整備勘

定））、治水特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計

（治水勘定））、港湾整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事

業特別会計（港湾勘定））、自動車検査登録特別会計（平成 20年度以降

は自動車安全特別会計（自動車検査登録勘定））、空港整備特別会計（平

成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（空港整備勘定））、登記特

別会計（支出委任）、労働保険特別会計（支出委任）、特許特別会計（支

出委任）

部 局 等 国土交通本省、 8地方整備局、北海道開発局、 4地方運輸局、 2地方

航空局、 4航空交通管制部、109事務所等

一般乗用旅客自
動車使用の概要

職員が深夜・早朝にわたる勤務のため通常の通勤経路では帰宅等が困

難な場合等に一般乗用旅客自動車を使用するもの
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一般乗用旅客自
動車供給契約の
総件数

425件（平成 19年度）

上記の契約に係
る使用金額

18億 7911万円（背景金額）

【意見を表示したものの全文】

国土交通省における一般乗用旅客自動車の使用状況について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 検査の背景

� 一般乗用旅客自動車使用をめぐる国会の議論等について

貴省職員による一般乗用旅客自動車（以下「タクシー」という。）の使用状況について、国

会において様々な議論がなされる中、特に貴省所管の道路整備特別会計等から支出したタ

クシーの使用が極めて多いことが取り上げられた。貴省は、平成 20年 3月にタクシーの

使用に関して、全国的に統一した使用規程を定めて、各地方整備局等に対して「タクシー

使用基準の制定について」の通知を発して、20年度以降、予算の適正かつ効率的な執行を

図ることとしたところである。

他方、公費支出によるタクシー使用の際に飲み物等のサービス提供を受けていたことに

ついて、貴省は 20年 6月に、国家公務員倫理審査会の審査に基づく措置を講ずるととも

に、再発防止のために、公費支出によるタクシー使用時の適正な取扱いを全職員に徹底す

るなどした。また、 6月 23日からは、国土交通本省（以下「本省」という。）においてタク

シー乗車券の使用停止を試行している。

また、本院は、20年 6月 9日に、参議院から国会法（昭和 22年法律第 79号）第 105条の

規定に基づき国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について、�契約方

法、契約手続などの状況、�契約内容、契約金額などの状況、�契約相手方の状況、�一

般会計と特別会計における計上区分及び執行の状況の各事項について、会計検査を行いそ

の結果を報告することを求める要請を受けた。これに対して同月 10日に検査官会議にお

いて、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告する

ことを決定した。

� タクシー使用の概要

貴省は、職員が深夜・早朝にわたる勤務のため通常の通勤経路では帰宅等が困難な場合

及び公用車の運用上その使用ができない又は経済的でない場合等にタクシーの使用を認め

ることとしている。

一般乗用旅客自動車供給契約（以下「タクシー利用契約」という。）は、車両の使用の都度

に給付の対価を支払うことの繁雑さを避けるために、一定期間を定めて、その期間内に行

われた給付の対価を、その期間の経過後に一括して支払うこととして、一般乗用旅客自動

車運送事業者等（以下「タクシー会社」という。）と契約を締結するものである。
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2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

本院は、基本的な会計経理に関する検査について近年重点を置いてきており、物品の調

達、業務の委託等とともに個々のタクシー使用についても検査を実施してきている。そし

て、前記のような状況も踏まえて、合規性、経済性等の観点から、貴省全体におけるタク

シー利用契約について、タクシー乗車券の使用に関する規程の整備がなされていたか、タク

シー乗車券の管理、使用の記録が適正に行われていたかなどに着眼して検査を行った。

（検査の対象及び方法）

検査に当たっては、本省、 8地方整備局
（注 1）

、北海道開発局、 4地方運輸局
（注 2）

、 2地方航空局
（注 3）

、

4航空交通管制部
（注 4）
（以下、地方整備局から航空交通管制部までを「整備局等」という。）、109

事務所等（以下、これらをすべて合わせて「機関」という。）計 129機関において、これらの機

関の 15年度から 19年度に係るタクシー利用契約の総件数 2,148件、これに係る使用枚数

1,036,895枚、使用金額 98億 2019万余円を対象として、契約書等の証拠書類のほか、受払

簿、使用簿等（以下、これらを「帳票類」という。）、使用済みタクシー乗車券を徴するなどし

て会計実地検査を行った。

これらに係るタクシー乗車券の契約件数、使用枚数、使用金額の機関別・年度別内訳は表

1のとおりである。

表 1 タクシー利用契約の機関別・年度別内訳

区 分

平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計

契約
件数
（件）

使用枚数

（枚）

契約
件数
（件）

使用枚数

（枚）

契約
件数
（件）

使用枚数

（枚）

契約
件数
（件）

使用枚数

（枚）

契約
件数
（件）

使用枚数

（枚）

契約
件数
（件）

使用枚数

（枚）

使 用 金 額
（千円）

使 用 金 額
（千円）

使 用 金 額
（千円）

使 用 金 額
（千円）

使 用 金 額
（千円）

使 用 金 額
（千円）

本 省
12 45,611 25 46,810 37 65,572 22 93,928 24 142,439 120 394,360

1,290,824 1,267,048 1,237,882 1,238,926 1,262,210 6,296,892

整備局等
50 57,166 66 57,043 57 53,448 61 59,654 62 60,810 296 288,121

383,396 368,713 367,367 324,747 299,823 1,744,047

事務所等
350 72,851 376 69,099 336 65,904 331 74,757 339 71,803 1,732 354,414

405,792 371,093 354,981 330,314 317,077 1,779,259

計
412 175,628 467 172,952 430 184,924 414 228,339 425 275,052 2,148 1,036,895

2,080,013 2,006,856 1,960,230 1,893,987 1,879,111 9,820,198

（注 1） 8地方整備局 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局

（注 2） 4地方運輸局 北海道、関東、近畿、九州各運輸局

（注 3） 2地方航空局 東京、大阪両航空局

（注 4） 4航空交通管制部 札幌、東京、福岡、那覇各航空交通管制部

（検査の結果）

� タクシー利用契約の支出額の状況

貴省職員によるタクシー使用金額については、業務内容等に応じて、一般会計及び各特

別会計で支出されている。15年度から 19年度までのタクシー利用契約の支出額の機関

別・会計別内訳は表 2のとおりである。
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表 2 タクシー利用契約の支出額の機関別・会計別内訳

区

分
年度 一般会計

（千円）

自動車損
害賠償保
障事業特
別会計
（千円）

道路整備
特別会計

（千円）

治水特別
会計

（千円）

港湾整備
特別会計

（千円）

自動車検
査登録特
別会計

（千円）

空港整備
特別会計

（千円）

その他の
特別会計

（千円）

計

（千円）

平成

本

省

15年 824,543 16,833 19,716 60,227 54,393 41,627 271,326 2,156 1,290,824

16年 831,688 9,796 13,070 52,856 61,340 48,625 247,963 1,705 1,267,048

17年 859,911 12,385 0 57,306 66,982 42,634 198,661 0 1,237,882

18年 825,267 12,431 0 69,471 98,010 38,926 194,053 764 1,238,926

19年 887,570 11,156 0 59,485 90,551 36,411 176,535 500 1,262,210

小計 4,228,981 62,603 32,786 299,348 371,278 208,226 1,088,539 5,126 6,296,892

整

備

局

等

15年 92,889 0 117,579 52,321 11,618 529 107,789 667 383,396

16年 84,258 0 112,498 48,125 16,957 783 105,670 419 368,713

17年 90,119 0 112,549 32,077 9,617 902 120,581 1,519 367,367

18年 60,449 0 106,508 42,025 16,543 466 98,470 283 324,747

19年 65,732 0 116,159 41,940 13,194 388 62,198 210 299,823

小計 393,449 0 565,295 216,489 67,930 3,071 494,710 3,100 1,744,047

事

務

所

等

15年 68,830 0 124,087 61,624 30,401 73 119,707 1,069 405,792

16年 64,512 0 110,607 61,886 28,799 0 104,832 455 371,093

17年 64,048 0 93,674 53,595 29,477 0 113,883 302 354,981

18年 64,438 0 82,503 41,932 22,621 0 118,803 14 330,314

19年 65,639 0 73,875 34,415 24,764 0 118,348 33 317,077

小計 327,469 0 484,748 253,454 136,063 73 575,574 1,875 1,779,259

計 4,949,900 62,603 1,082,830 769,292 575,272 211,371 2,158,824 10,102 9,820,198

（注） その他の特別会計は、特定国有財産整備特別会計、登記特別会計、産業投資特別会計、労働保

険特別会計、特許特別会計である。

� 各機関における使用規程の整備状況

貴省は、タクシー乗車券の使用に当たり、不正使用することがないよう適切な管理に努

める必要があることなどから、タクシー乗車券の管理者が備え付ける帳簿や使用する職員

が行うべき手続を使用規程に定めるなどしている。

19年度に係るタクシー利用契約（総件数 425件、これに係る使用枚数 275,052枚、使用

金額 18億 7911万余円）について、機関ごとの使用規程の整備状況と主な記載内容を示す

と表 3のとおりである。
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表 3 使用規程の整備状況と主な記載内容

区 分 規程の
有無

主 な 記 載 内 容

管理者等の
設置

使用前の申
込

使用後の報
告及び記録

タクシー乗
車券への記
入事項

領収書、タ
クシー乗車
券の半券の
提出

使用済みタ
クシー乗車
券の保存期
限

（本省及び整備局等）

本 省 有 〇 × 〇 × × ×

東 北 地 方 整 備 局 無 ― ― ― ― ― ―

関 東 地 方 整 備 局 有 〇 〇 〇 〇 〇 ×

北 陸 地 方 整 備 局 無 ― ― ― ― ― ―

中 部 地 方 整 備 局 有 〇 〇 × 〇 × 1年

近 畿 地 方 整 備 局 有 〇 〇 × 〇 × 1年

中 国 地 方 整 備 局 有 〇 × 〇 × × 1年

四 国 地 方 整 備 局 有 〇 〇 〇 〇 〇 ×

九 州 地 方 整 備 局 有 〇 × 〇 〇 × 1年

北 海 道 開 発 局 有 〇 × 〇 〇 〇 ×

北 海 道 運 輸 局 有 〇 × × × × ×

関 東 運 輸 局 有 〇 〇 × × × ×

近 畿 運 輸 局 有 〇 × 〇 〇 〇 ×

九 州 運 輸 局 有 〇 〇 × × × ×

東 京 航 空 局 無 ― ― ― ― ― ―

大 阪 航 空 局 有 〇 〇 〇 〇 × ×

札幌航空交通管制部 有 〇 〇 〇 × 〇 ×

東京航空交通管制部 有 〇 〇 〇 × × ×

福岡航空交通管制部 有 〇 〇 〇 × 〇 ×

那覇航空交通管制部 無 ― ― ― ― ― ―

（事 務 所 等）

66 事 務 所 等 有 63 58 40 45 16 32

43 事 務 所 等 無 ― ― ― ― ― ―

（注） 事務所等の主な記載内容の数値は箇所数である。

表 1のとおり、本省及び整備局等のタクシー使用金額が多額となっていて、全体の 8割

を占めていることから、19年度の本省及び 19整備局等
（注 5）

における、各部局の年間使用金額

が 1万円以上の者の中で上位 20人（以下「高額使用者」という。）を中心に、使用規程を定め

ていない 4整備局等
（注 6）

と使用規程を定めている本省及び 15整備局等
（注 7）

とに分けて個人別、目

的別等のタクシー乗車券の使用状況等について分析を行った。

（注 5） 19整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局、北海

道開発局、北海道、関東、近畿、九州各運輸局、東京、大阪両航空局、札幌、東

京、福岡、那覇各航空交通管制部

（注 6） 4整備局等 東北、北陸両地方整備局、東京航空局、那覇航空交通管制部

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 612 ―



（注 7） 15整備局等 関東、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局、北海道開発局、北

海道、関東、近畿、九州各運輸局、大阪航空局、札幌、東京、福岡各航空交通管制

部

ア 使用規程を定めていない整備局等

使用規程を定めていない 4整備局等では、職員が車両の使用を必要とする場合、自動

車使用伝票に、使用目的等を記入した後、車両管理者に公用車の使用の申込みを行う。

そして、公用車の運用上その使用ができない場合等にタクシーの使用を認めている。し

かし、使用規程を定めていないためタクシー乗車券の管理に関する責任の所在が明確と

なっておらず、各々任意の様式の帳簿によりタクシー乗車券の受払を行っていた。

� 個人別のタクシー乗車券の使用状況

19年度の 4整備局等の高額使用者、計 258人の使用状況は表 4のとおりである。

表 4 高額使用者のタクシー乗車券の使用状況

区 分 使 用 人 数
（人）

使 用 枚 数
（枚）

使 用 金 額
（円）

1人当たりの
使用金額（円）

1枚当たりの
使用金額（円）

東 北 地 方 整 備 局 121 2,991 7,397,150 61,133 2,473

北 陸 地 方 整 備 局 97 2,181 3,772,060 38,887 1,729

東 京 航 空 局 20 1,085 17,137,020 856,851 15,794

那覇航空交通管制部 20 410 2,887,160 144,358 7,041

計 258 6,667 31,193,390 ― ―

使用金額が最も多い者は、 1年間で約 163万円（使用枚数 87枚）使用しており、使

用枚数が最も多い者は、 1年間で 212枚（使用金額約 25万円）使用していた。

� 目的別の使用状況

19年度の 4整備局等におけるタクシー乗車券の請求金額が最も多い月を対象とし

て、 1か月分の使用枚数及び使用金額について、使用済みタクシー乗車券と自動車使

用伝票等によりタクシー乗車券の使用目的別に分類すると表 5のとおりである。

表 5 タクシー乗車券の使用目的別の状況

区 分

深夜帰宅を使用目
的としたもの

左記以外を使用目
的としたもの

使用目的が不明な
もの 計

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

東 北 地 方 整 備 局 0 0 431 1,290,060 285 676,600 716 1,966,660

北 陸 地 方 整 備 局 4 7,240 127 210,430 135 236,520 266 454,190

東 京 航 空 局 417 5,808,780 0 0 24 181,530 441 5,990,310

那覇航空交通管制部 0 0 0 0 69 500,680 69 500,680

計 421 5,816,020 558 1,500,490 513 1,595,330 1,492 8,911,840

上記の 4整備局等では、自動車使用伝票等に使用目的の記入が漏れていたりなどし

ていて、使用目的が不明なものが 1,492枚のうち 513枚（34.4％）見受けられた。

� 使用済みタクシー乗車券と自動車使用伝票等との照合

北陸地方整備局を除く 3整備局等の高額使用者それぞれについて使用したタクシー

乗車券の中で最も高額な使用金額となっていた 161枚を対象として、使用済みタク

シー乗車券で保存されているものについて自動車使用伝票等により使用年月日、乗車
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地及び降車地を照合した結果、東北地方整備局において、乗車地が一致していないも

のが 57枚、降車地が一致していないものが 58枚見受けられた。また、北陸地方整備

局においては、タクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されていないため

に、照合できなかった。

� 仮渡しの状況

各部局のタクシー乗車券を管理する者は、職員からの使用の申込みがあったとき

に、タクシー乗車券を交付している。しかし、東北、北陸両地方整備局の幹部職員に

は、あらかじめ一定の枚数のタクシー乗車券を交付（以下「仮渡し」という。）して使用

させていた。両地方整備局の仮渡しによる使用状況を示すと表 6のとおりである。

表 6 仮渡しによる使用状況

区 分 使 用 人 数
（人）

使 用 枚 数
（枚）

使 用 金 額
（円）

東 北 地 方 整 備 局 10 757 843,150

北 陸 地 方 整 備 局 8 256 424,100

上記の両地方整備局の幹部職員に対する仮渡しの使用については、使用後の報告が

ないために、その実態を確認できなかった。

イ 使用規程を定めている本省及び整備局等

使用規程を定めている本省及び 15整備局等は、職員がタクシーの使用を必要とする

場合には、タクシー乗車券の管理者に対して使用の申込みを行い、タクシー乗車券の管

理者は使用目的等を確認した上、タクシー乗車券を交付するなどしている。使用する職

員は、タクシー乗車券の記入欄に所定の事項を記入して乗務員に渡して、使用後、速や

かに使用金額等をタクシー乗車券の管理者に報告して、タクシー乗車券の管理者は帳票

類に記入するなどしている。支払に当たっては、請求書、使用済みタクシー乗車券と帳

票類との照合を行うなどしている（参考図参照）。

（参 考 図） 本省の例
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� 個人別のタクシー乗車券の使用状況

19年度の本省及び 15整備局等の高額使用者、計 991人の使用状況は表 7のとおり

である。

表 7 高額使用者のタクシー乗車券の使用状況

区 分 使 用 人 数
（人）

使 用 枚 数
（枚）

使 用 金 額
（円）

1人当たりの
使用金額（円）

1枚当たりの
使用金額（円）

本 省 280 28,986 382,957,810 1,367,706 13,211

関 東 地 方 整 備 局 133 4,066 56,702,920 426,337 13,945

中 部 地 方 整 備 局 122 4,775 18,134,590 148,644 3,797

近 畿 地 方 整 備 局 118 6,912 49,713,620 421,301 7,192

中 国 地 方 整 備 局 63 1,145 2,077,340 32,973 1,814

四 国 地 方 整 備 局 36 460 1,367,560 37,987 2,972

九 州 地 方 整 備 局 90 3,353 8,622,560 95,806 2,571

北 海 道 開 発 局 63 3,592 8,929,510 141,738 2,485

北 海 道 運 輸 局 3 28 36,480 12,160 1,302

関 東 運 輸 局 12 41 594,130 49,510 14,490

近 畿 運 輸 局 2 115 194,640 97,320 1,692

九 州 運 輸 局 2 9 43,560 21,780 4,840

大 阪 航 空 局 20 609 5,254,015 262,700 8,627

札幌航空交通管制部 7 81 236,870 33,838 2,924

東京航空交通管制部 20 170 658,000 32,900 3,870

福岡航空交通管制部 20 366 3,270,820 163,541 8,936

計 991 54,708 538,794,425 ― ―

そして、上記 991人の中で年間使用金額が 100万円を超える者は 217人見受けられ

て、年間使用金額が多い上位 10人の金額及び年間使用枚数が多い上位 10人の枚数

は、表 8のとおりである。

表 8 年間使用金額等が多い上位 10人

順 位 所 属 年間使用金額
（円） 順 位 所 属 年間使用枚数

（枚）

1 関 東 地 方 整 備 局 5,070,320 1 近 畿 地 方 整 備 局 370

2 関 東 地 方 整 備 局 4,661,370 2 本 省 361

3 本 省 4,261,640 3 中 部 地 方 整 備 局 303

4 本 省 4,165,900 4 近 畿 地 方 整 備 局 279

5 関 東 地 方 整 備 局 3,868,270 5 近 畿 地 方 整 備 局 240

6 本 省 3,763,770 6 九 州 地 方 整 備 局 225

7 本 省 3,602,330 7 近 畿 地 方 整 備 局 220

8 本 省 3,579,540 8 本 省 211

9 本 省 3,519,620 9 本 省 208

10 本 省 3,141,990 9 本 省 208
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使用金額が最も多い者は、 1年間で約 507万円（使用枚数 197枚）使用しており、す

べてが深夜帰宅を使用目的としていた。また、使用枚数が最も多い者は、 1年間で

370枚（使用金額約 218万円）使用しており、約半数が深夜帰宅を使用目的としてい

た。

� 目的別の使用状況

19年度の本省及び 15整備局等におけるタクシー乗車券の請求金額が最も多い月を

対象として、 1か月分の使用枚数及び使用金額について、使用済みタクシー乗車券と

帳票類によりタクシー乗車券の使用目的別に分類すると表 9のとおりである。

表 9 タクシー乗車券の使用目的別の状況

区 分

深夜帰宅を使用
目的としたもの

左記以外を使用
目的としたもの

使用目的が不明
なもの 計

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

使用枚
数（枚）

使用金額
（円）

本 省 12,556 143,474,860 1,642 3,867,470 81 638,410 14,279 147,980,740

整 備 局 等 計 2,992 14,462,360 1,604 5,365,760 1,064 8,829,946 5,660 28,658,066

関 東 地 方 整 備 局 125 1,527,470 14 70,710 448 6,362,190 587 7,960,370

中 部 地 方 整 備 局 268 725,490 314 732,870 205 836,860 787 2,295,220

近 畿 地 方 整 備 局 890 7,281,580 524 1,649,530 254 1,272,846 1,668 10,203,956

中 国 地 方 整 備 局 3 3,040 188 344,710 1 1,210 192 348,960

四 国 地 方 整 備 局 43 150,290 38 127,930 29 65,440 110 343,660

九 州 地 方 整 備 局 486 1,460,140 64 107,710 49 112,790 599 1,680,640

北 海 道 開 発 局 1,066 2,462,380 187 313,430 54 117,140 1,307 2,892,950

北 海 道 運 輸 局 5 13,480 4 4,780 1 1,640 10 19,900

関 東 運 輸 局 0 0 9 189,130 0 0 9 189,130

近 畿 運 輸 局 0 0 0 0 14 33,710 14 33,710

九 州 運 輸 局 0 0 4 31,210 0 0 4 31,210

大 阪 航 空 局 106 838,490 60 656,380 0 0 166 1,494,870

札幌航空交通管制部 0 0 43 110,460 0 0 43 110,460

東京航空交通管制部 0 0 41 193,750 9 26,120 50 219,870

福岡航空交通管制部 0 0 114 833,160 0 0 114 833,160

計 15,548 157,937,220 3,246 9,233,230 1,145 9,468,356 19,939 176,638,806

本省においては 14,279枚のうち 12,556枚（87.9％）が、15整備局等においては 5,660

枚のうち 2,992枚（52.9％）が深夜帰宅を使用目的としていた。また、帳票類への記入

が適切に行われていないなどのため使用目的が不明なものが 19,939枚のうち 1,145枚

（5.7％）見受けられたが、使用規程を定めていない整備局等の 34.4％に比べて少ない

状況であった。

� 使用済みタクシー乗車券と帳票類との照合

使用済みタクシー乗車券が返却されている本省及び 10整備局等
（注 8）

の高額使用者それ

ぞれについて使用したタクシー乗車券の中で最も高額な使用金額となっていた 819枚

を対象として、使用済みタクシー乗車券で保存されているものについて帳票類により

使用年月日、乗車地及び降車地を照合した結果、表 10のような状況であった。
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表10 高額使用者の使用済みタクシー乗車券と帳票類の照合

区 分 使用年月日が 2日以上一
致していないもの等（枚）

乗車地が一致していない
もの （枚）

降車地が一致していない
もの （枚）

関 東 地 方 整 備 局 14 0 0

中 部 地 方 整 備 局 41 12 12

近 畿 地 方 整 備 局 1 8 10

九 州 地 方 整 備 局 50 12 12

関 東 運 輸 局 0 4 4

大 阪 航 空 局 1 0 1

福岡航空交通管制部 8 0 0

計 115 36 39

このように、使用年月日、乗車地又は降車地が変更になったのに帳票類を訂正して

いなかったなどのため、使用済みタクシー乗車券の記入事項と帳票類の記入事項が一

致していない状況が見受けられて、その中には、使用済みタクシー乗車券に記入され

ている使用日が帳票類に記入されている日より約 2か月遅く使用されていたものも見

受けられた。また、 5整備局等
（注 9）

においては、タクシー会社から使用済みタクシー乗車

券が返却されていないために、照合できなかった。

（注 8） 10整備局等 関東、中部、近畿、九州各地方整備局、関東、近畿、九州各運輸局、大

阪航空局、東京、福岡両航空交通管制部

（注 9） 5整備局等 中国、四国両地方整備局、北海道開発局、北海道運輸局、札幌航空交通

管制部

� 仮渡しの状況

本省及び 15整備局等のうち、 7整備局等の幹部職員には仮渡しして使用させてい

た。各整備局等の使用状況を示すと表 11のとおりである。

表11 仮渡しによる使用状況

区 分 使 用 人 数
（人）

使 用 枚 数
（枚）

使 用 金 額
（円）

関 東 地 方 整 備 局 1 4 54,260

中 部 地 方 整 備 局 1 102 294,240

近 畿 地 方 整 備 局 7 506 1,295,100

中 国 地 方 整 備 局 9 198 258,980

四 国 地 方 整 備 局 6 63 180,890

九 州 地 方 整 備 局 9 665 1,151,430

北 海 道 運 輸 局 1 10 13,270

上記の 7整備局等の幹部職員に対する仮渡しについては、使用後に報告をさせてお

り、使用規程を定めていない整備局等のようにその実態を確認できないものはなかっ

た。

� 関東地方整備局（道路整備特別会計）、本省河川局における使用状況

国会で道路整備特別会計より 19年 4月から 20年 2月までの間に支出したタクシーの使

用状況及び 19年度に支出した本省河川局におけるタクシーの使用状況について取り上げ
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られた。そこで、関東地方整備局及び本省河川局においてタクシーの使用金額が多い上位

それぞれ 7人、10人のタクシー乗車券の使用状況について、検査したところ以下のよう

な状況であった。

ア 関東地方整備局における上位 7人の使用状況

関東地方整備局における上位 7人の 19年 4月から 20年 2月までの間の使用枚数、使

用金額等は表 12のとおりである。

表12 関東地方整備局の上位 7人の使用状況（平成 19年 4月～20年 2月）

順 位 使 用 枚 数
（枚）

使 用 金 額
（円）

深夜帰宅を使用目的
とした使用枚数（枚）

左記以外を使用目的
とした使用枚数（枚）

1 190 4,900,940 190 0

2 164 4,500,510 163 1

3 171 3,779,050 171 0

4 107 2,482,860 105 2

5 183 2,240,820 181 2

6 159 2,119,690 159 0

7 160 1,909,090 156 4

計 1,134 21,932,960 1,125 9

上記の 7人のタクシー乗車券 1枚当たりの平均使用金額は 19,341円となっていて、

全員が使用枚数 100枚、使用金額 100万円を超えてタクシー乗車券を使用していた。そ

して、 7人が使用したタクシー乗車券 1,134枚（使用金額 21,932,960円）については、ほ

とんど深夜帰宅を使用目的としているが、使用済みタクシー乗車券には使用時間の記入

欄がないために、使用時間を確認できなかった。

さらに、帳票類で確認したところ、タクシーを使用した時間が記入されていなかった

りして、使用枚数 1,134枚のうち 902枚（79.5％、使用金額 17,698,590円）の使用時間を

確認できなかった。

深夜帰宅を使用目的としていた個人別の最高使用金額及び最低使用金額を示すと表

13のとおりである。

表13 関東地方整備局の上位 7人の最高、最低、平均使用金額

順 位 最高使用金額
（円）

最低使用金額
（円）

平均使用金額
（円）

1 40,910 20,120 25,794

2 35,740 19,960 27,540

3 28,860 17,400 22,099

4 31,880 17,600 23,281

5 28,930 8,900 12,264

6 15,120 11,760 13,331

7 19,980 9,280 11,870

関東地方整備局は使用金額に開差が生じた理由を、�渋滞により通常と異なる経路を
使用した、�帰宅方面が同じ職員と相乗りしたなどとしているが、使用済みタクシー乗
車券に詳細な使用経路や同乗者が記入されていないものが見受けられて、その実態を確
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認できなかった。

イ 本省河川局における上位 10人の使用状況

本省河川局における上位 10人の 19年度の使用枚数、使用金額等は表 14のとおりで

ある。

表 14 本省河川局の上位 10人の使用状況

順 位 年間使用枚数
（枚）

年間使用金額
（円）

深夜帰宅を使用目的
とした使用枚数（枚）

左記以外を使用目的
とした使用枚数（枚）

1 167 1,800,730 164 3

2 112 1,787,110 112 0

3 148 1,718,630 148 0

4 202 1,552,680 202 0

5 134 1,295,680 134 0

6 119 1,286,460 119 0

7 94 1,281,200 94 0

8 89 1,264,230 89 0

9 116 1,212,930 116 0

10 119 1,183,660 119 0

計 1,300 14,383,310 1,297 3

上記の 10人のタクシー乗車券 1枚当たりの平均使用金額は 11,064円となっていて、

全員が使用枚数 80枚、使用金額 100万円を超えてタクシー乗車券を使用していた。そ

して、10人が使用したタクシー乗車券 1,300枚（使用金額 14,383,310円）については、ほ

とんど深夜帰宅（1,297枚）を使用目的としているが、このうち使用済みタクシー乗車券

の使用時間の記入欄に記入されていないものが 66.8％と高い割合であった。

さらに、帳票類でも、タクシーを使用した時間が記入されていなかったりして、タク

シー乗車券の使用時間を確認できなかった。

深夜帰宅を使用目的としていた個人別の最高使用金額及び最低使用金額を示すと表

15のとおりである。

表15 本省河川局の上位 10人の最高、最低、平均使用金額

順 位 最高使用金額
（円）

最低使用金額
（円）

平均使用金額
（円）

1 16,680 5,710 10,712

2 19,960 13,140 15,956

3 12,850 10,100 11,612

4 11,900 3,130 7,686

5 22,060 7,450 9,669

6 11,830 9,410 10,810

7 15,700 11,480 13,629

8 16,970 11,920 14,204

9 13,470 8,450 10,456

10 12,050 7,770 9,946
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本省河川局は使用金額に開差が生じた理由を、�渋滞により通常と異なる経路を使用
した、�帰宅方面が同じ職員と相乗りしたなどとしているが、使用済みタクシー乗車券
に詳細な使用経路や同乗者が記入されていないために、実態を確認できなかった。その

ため、上位 10人の使用金額が高額な 10枚について、当局に依頼してタクシー会社の運

転日報を取り寄せたところ、使用金額、乗車地、降車地、乗者人数、降車時間等が記入

されていた。このうち、使用経路が記入されていたものが 2枚、 2名以上の乗車人数が

記入されていたものが 4枚あった。

� タクシー使用金額の支払の確認について

タクシー利用契約は、契約期間を定めて毎月のタクシー使用金額をタクシー会社の請求

により翌月以降に支払うことになっている。そして、本省及び 13整備局等
（注10）

は、支払に当

たっては、請求書、使用済みタクシー乗車券と使用年月日、使用者名、使用経路、使用金

額を記入した帳票類との照合を行うなどして、履行の確認を行っていた。しかし、タク

シー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されていない 6整備局等
（注11）

のうち北陸地方整備

局は、使用した職員が、タクシー乗車券の管理者に対して、使用後に使用年月日、使用者

名、使用経路、使用金額を報告していないことから、照合しないままタクシー会社からの

請求どおり支払っていた。

（注10） 13整備局等 東北、関東、中部、近畿、九州各地方整備局、関東、近畿、九州各運輸

局、東京、大阪両航空局、東京、福岡、那覇各航空交通管制部

（注11） 6整備局等 北陸、中国、四国各地方整備局、北海道開発局、北海道運輸局、札幌航

空交通管制部

� 使用済みタクシー乗車券の保存状況

本省及び 13整備局等は、支払に当たっては、請求書、使用済みタクシー乗車券と帳票

類により履行の確認を行うなどとしている。しかし、使用規程に使用済みタクシー乗車券

の保存期限の定めがないことから、本省は、19年度に使用済みタクシー乗車券 142,439枚

のうち 111,914枚（78.6％）を履行の確認後に廃棄するなどしていた。

� タクシー乗車券への記入状況

タクシー会社は、その様式を定めて使用金額を適切に利用者に請求するためにタクシー

乗車券ごとに個別番号を付けたり、偽造防止のための対策を執ったりなどしている。そし

て、タクシー乗車券に記入された事項は、使用年月日、使用金額の内容を請求時に把握す

るために必要である。一方、タクシー乗車券の様式についてみると、19年度に使用され

たタクシー乗車券に使用時間の記入欄が設けられていないものがあった。そこで、保存さ

れていた 19年度の使用済みタクシー乗車券 71,704枚の記入状況を検査したところ、表 16

のような状況であった。

表 16 タクシー乗車券への記入状況

区 分

使 用 金 額 使 用 者 名 使用年月日 使 用 時 間 乗 車 地 降 車 地

計

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
欄
無し
（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

本 省 30,524 1 30,057 468 28,608 1,917 18,532 11,325 668 30,403 122 30,096 429 30,525

整 備 局 等 計 41,168 11 32,315 8,864 40,567 612 9,590 2,543 29,046 32,788 8,391 32,438 8,741 41,179

東 北 地 方 整 備 局 6,569 10 1,452 5,127 6,428 151 0 0 6,579 1,292 5,287 1,315 5,264 6,579
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区 分

使 用 金 額 使 用 者 名 使用年月日 使 用 時 間 乗 車 地 降 車 地

計

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
欄
無し
（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

記入
有り

（枚）

記入
無し

（枚）

関 東 地 方 整 備 局 3,666 0 3,598 68 3,662 4 948 144 2,574 3,472 194 3,476 190 3,666

中 部 地 方 整 備 局 7,142 0 7,138 4 7,126 16 5,134 870 1,138 6,806 336 6,803 339 7,142

近 畿 地 方 整 備 局 12,291 1 9,662 2,630 11,862 430 1,764 0 10,528 11,107 1,185 11,043 1,249 12,292

中 国 地 方 整 備 局 125 0 20 105 122 3 0 0 125 71 54 79 46 125

九 州 地 方 整 備 局 4,816 0 4,717 99 4,812 4 0 0 4,816 4,741 75 4,761 55 4,816

関 東 運 輸 局 41 0 41 0 39 2 9 32 0 26 15 26 15 41

九 州 運 輸 局 12 0 0 12 12 0 5 7 0 10 2 10 2 12

東 京 航 空 局 2,768 0 2,743 25 2,766 2 1,431 1,337 0 2,768 0 2,754 14 2,768

大 阪 航 空 局 1,667 0 1,356 311 1,667 0 19 8 1,640 762 905 462 1,205 1,667

東京航空交通管制部 301 0 238 63 301 0 256 45 0 280 21 280 21 301

福岡航空交通管制部 973 0 561 412 973 0 24 100 849 753 220 768 205 973

那覇航空交通管制部 797 0 789 8 797 0 0 0 797 700 97 661 136 797

計 71,692
（100％）

12
（0％）

62,372
（87.0％）

9,332
（13.0％）

69,175
（96.5％）

2,529
（3.5％）

28,122
（39.2％）

13,868
（19.3％）

29,714
（41.4％）

63,191
（88.1％）

8,513
（11.9％）

62,534
（87.2％）

9,170
（12.8％）

71,704

（注） 使用金額の記入無し 12枚については、乗務員が鉛筆で記入等しており使用金額は把握できて
いる。

表 16のとおり、使用者名及び使用年月日の記入が漏れていたりなどしているものが

9,332枚及び 2,529枚見受けられて、使用年月日については、乗務員が裏面に記入してい

たものもあった。また、使用時間については、記入欄がないものが 29,714枚（41.4％）ある

が、その中には、乗務員が裏面に記入していたものもあった。使用経路については、記入

漏れや、記入欄に具体的な地名がなく「市内」や「自宅」と記入されていて実際の乗車地が確

認できないものが 8,513枚、降車地が確認できないものが 9,170枚見受けられた。

� 貴省が 20年 3月に執った措置

貴省において、20年 3月に前記のとおり「タクシー使用基準の制定について」の通知を

発して、タクシー乗車券の適正な使用に努めているところである。同通知によれば、帳票

類の様式を定めて、複数の帳票類に使用目的を記載すること、用務先を変更したときはそ

の理由をタクシー乗車券の取扱主任者に報告すること、タクシー乗車券に使用者名、使用

日時等を使用者自ら記入すること、使用済みタクシー乗車券等の保存期間を定めることな

どとしていた。

（改善を必要とする事態）

貴省において、19年度のタクシーの使用に関して、タクシー乗車券に使用時間等の記入

欄がない場合やタクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されない場合が見受けられ

て、20年度以降においてもタクシー乗車券の管理及び使用の確認が十分に行えないおそれ

があり、より適切な管理等を行う上で改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴省において、19年度に契約していたタクシー会社

の状況に必ずしも対応していなかったことなどによる。
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3 本院が表示する意見

貴省において、タクシー乗車券の管理及び使用の確認を十分に行うためには、通知等の遵

守に引き続き努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう次のと

おり意見を表示する。

ア タクシー会社から前もって提供されるタクシー乗車券の記入欄が、貴省が例示している

記入事項に対応していないものも見受けられることから、その場合の記入方法等を協議の

上明記すること

イ タクシー会社が使用済みタクシー乗車券を返却しない場合、使用年月日、使用金額、使

用経路等の確認が確実にできる方策を検討すること

本院は、20年次の検査を踏まえつつ、国会からの検査要請について引き続き検査を実施

して、取りまとめが出来次第報告することとする。

（ 7） 道路整備特別会計における支出が適正かつ効率的に行われるよう意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）地方整備局 （項）地方整備局等

道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定）） （項）道路事業費等

治水特別会計（治水勘定）（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会

計（治水勘定）） （項）河川事業費等

部 局 等 国土交通本省、10地方整備局等

地方整備局等に
おける支出及び
道路関係公益法
人に対する支出
の概要

道路整備事業を実施するために、連絡用車両の車両管理業務、広報広

聴業務、調査研究業務において支出するもの及び調査研究業務等を行

わせている道路関係公益法人に対して支出するもの

�地方整備局等
における連絡用
車両の車両管理
業務、広報広聴
業務等の支出額
の総額

677億 0320万円（平成 15年度～19年度）

�道路関係公益
法人に対する調
査研究業務等の
支出額の総額

53億 4310万円（平成 18、19両年度）

�及び�の純計 728億 9095万円（背景金額）

【意見を表示したものの全文】

道路整備特別会計における支出の状況について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 検査の背景

� 道路整備特別会計を取り巻く状況

貴省は、道路法（昭和 27年法律第 180号）、道路整備費の財源等の特例に関する法律（昭和
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33年法律第 34号。平成 20年 4月以降は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律）等に基づいて、直轄事業及び国庫補助事業として道路整備事業を実施している。

そして、第 169回国会において、道路整備特別会計（20年度以降は社会資本整備事業特

別会計）における支出の状況について、特に、道路の整備に関連して行われているイベン

ト等の広報広聴業務の内容、道路整備事業を遂行するための経費等、及び貴省所管の公益

法人との契約に係る業務の内容、契約方式等の適否、公益法人の財務状況等について、

様々な議論がなされたところである。

� 道路関係業務の執行のあり方改革本部による最終報告書

前記のように、国会において、道路関係業務の執行に関する支出に対して様々な議論が

なされて、20年 2月には貴省に道路関係業務の執行のあり方改革本部（以下「改革本部」と

いう。）が設置されて、同年 4月に改革の方針が決定されて、これに基づく最終報告書が公

表されており、その主な内容は次のとおりである。

ア 地方整備局等における支出の改革について

� 広報広聴の費用については、支出の基準を作成して、必要性を十分精査した上で支

出を大幅に削減して、具体的内容等をホームページで公表する。

� 連絡用車両の購入及び車両管理業務については、 3年間で約 300台削減して、仕様

を排気量 2,000�以下の自動車とする。また、車両台数の削減、仕様の小型化によ

り、車両管理業務委託費を削減する。

� 広報広聴関係を含む役務に係る契約等については、事務所長等の決裁権限の上限額

を設定して、連絡用車両の購入及び車両管理業務（法定点検等における修繕を除く。）

に係る契約等については、地方整備局等の承認を得ることとして、決算と併せて契約

名、支出の具体的内容等についてホームページで公表する。

イ 道路関係公益法人の改革について

� これまで道路関係公益法人と随意契約を行ってきた業務については、原則として競

争性の高い契約方式を実施することとして、民間参入を一層促進するための環境を整

備する。

� 道路関係公益法人に対する支出については、業務の見直しによる支出の取りやめ、

業務の民間移行の促進等により、大幅に支出を削減する。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

道路整備特別会計における支出の状況については、国会において様々な議論がなされたこ

とも踏まえて、本院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点等に

着眼して実地検査を行った。

ア 道路整備事業の実施に必要な連絡用車両の管理業務の契約方式等は適切か

イ 道路の整備に関連して行われているパンフレット等の作成、イベントの開催等の広報広

聴業務の効果は発現しているか

ウ 地方整備局等が公益法人等に発注している調査研究業務等の契約内容等は適切か、成果

は契約において求められているものとなっているか、また、成果がホームページに公表さ

れるなど有効に活用されているか
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（検査の対象及び方法）

検査に当たっては、15年度から 19年度に係る道路整備特別会計からの支出を対象とし

て、貴省、10地方整備局等
（注 1）

及び管内の 115国道事務所等
（注 2）

から契約書、設計書等の資料の提

出を求めるとともに、貴省、10地方整備局等及び 33国道事務所等において会計実地検査を

行った。このほか、貴省が所管する 8公益法人においても、会計検査院法第 23条第 1項第

3号及び第 7号の規定により検査することに決定して、決算書、契約書等の書類により会計

実地検査を行った。

（注 1） 10地方整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局、

北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局

（注 2） 115国道事務所等 青森河川国道、岩手河川国道、三陸国道、仙台河川国道、東北幹

線道路調査、秋田河川国道、湯沢河川国道、能代河川国道、山形河川国道、酒田河

川国道、福島河川国道、郡山国道、磐城国道、東北技術、東京国道、相武国道、首

都国道、川崎国道、横浜国道、大宮国道、北首都国道、千葉国道、常総国道、宇都

宮国道、長野国道、東京外かく環状道路調査、東京湾岸道路調査、常陸河川国道、

高崎河川国道、甲府河川国道、関東技術、高田河川国道、羽越河川国道、長岡国

道、新潟国道、富山河川国道、金沢河川国道、北陸技術、岐阜国道、高山国道、静

岡国道、名古屋国道、愛知国道、名四国道、東海幹線道路調査、紀勢国道、北勢国

道、飯田国道、多治見砂防国道、沼津河川国道、浜松河川国道、三重河川国道、中

部技術、福井河川国道、滋賀国道、京都国道、福知山河川国道、大阪国道、浪速国

道、阪神国道、兵庫国道、姫路河川国道、豊岡河川国道、奈良国道、和歌山河川国

道、紀南河川国道、近畿幹線道路調査、近畿技術、鳥取河川国道、倉吉河川国道、

浜田河川国道、松江国道、岡山国道、福山河川国道、三次河川国道、広島国道、山

口河川国道、中国幹線道路調査、中国技術、香川河川国道、四国技術、松山河川国

道、大洲河川国道、徳島河川国道、高知河川国道、中村河川国道、土佐国道、福岡

国道、北九州国道、九州幹線道路調査、佐賀国道、長崎河川国道、雲仙復興、熊本

河川国道、八代河川国道、大分河川国道、佐伯河川国道、宮崎河川国道、延岡河川

国道、大隅河川国道、鹿児島国道、九州技術各事務所、札幌、函館、小樽、旭川、

室蘭、釧路、帯広、網走、留萌、稚内各開発建設部、防災・技術センター、南部、

北部両国道事務所

（検査の結果）

貴省は、国土交通省設置法（平成 11年法律第 100号）に基づき、国土の総合的かつ体系的な

利用、開発及び保全、そのための社会資本の整備等を図ることを任務として、これらに関す

る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務、道路の整備、利用、保

全その他の管理に関する事務等を行っている。

そして、貴省は、上記の業務を遂行するため、工事の監督補助等の補助業務、業務に関す

るデータの収集、管理業務及び調査研究業務等を、貴省が所管する公益法人に行わせてお

り、道路整備特別会計から 1件 500万円以上の支出があった道路関係公益法人に対する 18

年度の支出総額（ 1件 500万円以上）は 673億余円と多額に上っており、これらの支出が、道

路予算の使途として適切かどうか様々な議論がなされたところである。
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本院は、我が国の道路整備を取り巻く状況や国会での議論を踏まえて、道路整備特別会計

における支出の状況について、多角的に検査を実施することとした。

また、本院は、20年 6月 9日に、参議院から国会法（昭和 22年法律第 79号）第 105条の規

定に基づき国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について、�契約方法、契

約手続などの状況、�契約内容、契約金額などの状況、�契約相手方の状況、�一般会計と

特別会計における計上区分及び執行の状況の各事項について、会計検査を行いその結果を報

告することを求める要請を受けた。これに対して同月 10日に検査官会議において、会計検

査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定し

た。

このような状況の下、連絡用車両の購入及び車両管理業務、広報広聴業務等の地方整備局

等における支出の状況について、また、道路関係公益法人のうち、道路整備特別会計からの

支出が多いなどの 8公益法人に対する支出及び契約の状況について検査を行った結果、次の

とおりとなっていた。

� 地方整備局等における支出

地方整備局等における、15年度から 19年度までの連絡用車両の購入及び車両管理業

務、広報広聴業務、調査研究業務に係る支出額は 677億 0320万余円となっている。

ア 連絡用車両の購入及び車両管理業務

地方整備局等及び国道事務所等は、道路整備事業の実施に必要とされる車両を多数購

入しており、毎年度、保有管理している車両のうち、工事現場等で使用する車両を除い

た連絡用車両の運転、点検等の車両管理業務について業者と契約して実施している。

� 購入状況

50国道事務所等において、18年度に購入した連絡用車両は 109台、購入金額 2億

7078万余円となっている。これらを含めて、114国道事務所等が道路整備特別会計か

らの支出により購入して、保有管理している連絡用車両は、18年度末現在で 1,412台

である。

国等が購入する連絡用車両については、環境物品等の調達の推進に関する基本方針

（平成 13年 2月 2日閣議決定）等に基づき、低燃費かつ低排出認定を受けたガソリン車

や天然ガス自動車、ハイブリッド自動車等（以下、これらを「低公害車」という。）であ

ることとされており、貴省においても、上記の施策に沿い、低公害車を購入している

ところである。

そして、地方整備局等及び国道事務所等は、購入車両の選定に当たって、車種、排

気量、定員等の仕様等について、地方整備局等及び国道事務所等ごとに仕様等を定め

ているが、これらの仕様等についての統一的な基準は定められておらず、また、貴省

は、地方整備局等及び国道事務所等が計画する連絡用車両の購入台数や仕様等につい

て把握することとしていなかった。

このような状況下で 18年度に購入した連絡用車両は、表 1のとおり、109台と

なっており、購入金額別には 200万円未満が 24台（22.0％）、200万円以上 300万円未

満が 63台（57.8％）、300万円以上 400万円未満が 19台（17.4％）、400万円以上は 3台

（2.8％）となっていた。車種別では、道路整備事業の実施に必要であるとして、購入
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台数 109台のうち 107台がステーションワゴンとなっていた。この中でも、乗車定員

8名以上で 200万円未満の車両が 3台購入されている一方、300万円以上の連絡用車

両が 22台購入されているなど、 1台当たりの購入金額に開差が見受けられた。

表 1 連絡用車両の購入内訳（平成 18年度） （単位：台、円）

車 種 乗車定員

購 入 金 額

台 数 計 購入金額計200万円
未満

200万円
以上
300万円
未満

300万円
以上
400万円
未満

400万円
以上

セ ダ ン 5名以下 1 1 0 0 2 4,093,690

ステーションワゴン

5名以下 15 25 0 0 40 80,390,712

7名 5 15 0 0 20 46,473,584

8名以上 3 22 19 3 47 139,828,132

計 23 62 19 3 107 266,692,428

合 計 24 63 19 3 109 270,786,118

割 合（％） 22.0 57.8 17.4 2.8 100.0

� 連絡用車両の車両管理業務

8地方整備局及び 112国道事務所等は、15年度から 19年度までに、車両管理業務

の契約を、表 2のとおり、計 852件締結しており、これに係る支出額は 561億 3165

万余円となっている。

そして、これら 852件の契約を契約方式別にみると、一般競争契約が 14件、12億

5623万余円、指名競争契約が 661件、482億 4567万余円、随意契約が 177件、66億

2975万余円となっている。随意契約の見直しにより指名競争契約の全体に占める割

合が増加して、19年度には、契約件数で 94.8％、支出額で 93.8％を占めている。

表 2 車両管理業務契約の状況 （単位：件、％、万円）

年度
一 般 競 争 契 約 指 名 競 争 契 約 随 意 契 約 計

件数割合 支出額 割合件数割合 支出額 割合件数割合 支出額 割合件数 割合 支出額 割合

平成
15 0 0.0 0 0.0 107 58.5 880,887 73.7 76 41.5 314,423 26.3 183 21.5 1,195,310 21.3

16 0 0.0 0 0.0 122 68.5 961,946 83.5 56 31.5 190,606 16.5 178 20.9 1,152,552 20.5

17 0 0.0 0 0.0 128 74.9 959,803 86.0 43 25.2 155,777 14.0 171 20.1 1,115,580 19.9

18 7 4.2 61,211 5.6 157 95.2 1,024,403 94.3 1 0.6 1,095 0.1 165 19.3 1,086,709 19.4

19 7 4.5 64,412 6.1 147 94.8 997,528 93.8 1 0.7 1,074 0.1 155 18.2 1,063,014 18.9

計 14 1.6 125,623 2.2 661 77.6 4,824,567 86.0 177 20.8 662,975 11.8 852 100.0 5,613,165 100.0

a 指名競争契約の実施状況

上記の指名競争契約 661件における指名業者数についてみたところ、表 3のとお

り、指名された業者の数は 2者から 8者となっており、競争参加者は、予算決算及

び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 97条の規定によると、なるべく 10人以上指名

しなければならないとされているが、10者以上指名している国道事務所等は見受

けられなかった。また、 2者しか指名していない契約は 350件となっており、指名

競争契約件数の 53.0％と過半数を占めていた。
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表 3 車両管理業務契約における指名業者数及び指名件数の比率 （単位：件、％）

指 名
業 者 数

平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

2者 73 68.2 57 46.7 58 45.3 87 55.4 75 51.0 350 53.0

3～ 8者 34 31.8 65 53.3 70 54.7 70 44.6 72 49.0 311 47.0

9者以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

計 107 100.0 122 100.0 128 100.0 157 100.0 147 100.0 661 100.0

指名業者数が 2者のみであった上記 350件の契約についてみたところ、表 4のと

おり、北海道開発局の 96件を除く 254件のうち 250件についての指名業者は、す

べて日本道路興運株式会社（以下「道路興運」という。）及び日本総合サービス株式会

社（以下「日本総合」という。）に限られていた。前記の指名競争契約 661件における

道路興運及び日本総合の指名回数をみると、道路興運が 603回、日本総合が 559回

指名されており、このうち、北海道開発局と沖縄総合事務局を除いた 8地方整備局

の契約 524件における指名回数は、道路興運が 511回、日本総合が 517回である。

また、北海道開発局においては、指名競争契約 131件すべてに北協連絡車管理株

式会社（以下「北協管理」という。）が指名されていた。

表 4 平成 15年度から 19年度の道路興運、日本総合及び北協管理の指名回数等 （単位：件、回、％）

地方整
備局等

契 約 件 数 指 名 者 数 別 契 約 件 数 指 名 回 数 指名された割合

指名
競争 2者 3者 4者 5者

以上
道路
興運

日本
総合

北協
管理

道路
興運

日本
総合

北協
管理

うち道
路興運
と日本
総合を
指名

8地方
整備局 547 524 254 250 100 80 90 511 517 0 97.5 98.7 0

北海道 295 131 96 0 17 18 0 92 42 131 70.2 32.1 100

沖 縄 10 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

計 852 661 350 250 120 101 90 603 559 131 91.2 84.6 19.8

そして、特定の 2者のみ指名した契約が多かった 5地方整備局及び管内の国道事

務所等における道路興運及び日本総合 2者の落札回数の割合は、19年度の東北、

北陸両地方整備局を除いた契約では、他の入札参加者の有無にかかわらず、毎年度

同じ割合であり、15年度から 19年度の両者の落札回数及びその割合は表 5のとお

りである。
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表 5 5地方整備局及び管内国道事務所等における指名及び落札状況 （単位：件、回、％）

地 方
整備局 年度

指名競
争契約
件数�

指名者数別契約
件数 指 名 さ れ た 回 数 落 札 し た 回 数

2者 3者 4者
以上

道路
興運
�

�に対し
て道路興
運が指名
された割
合

日本
総合
�

�に対し
て日本総
合が指名
された割
合

道路
興運

�に対し
て道路興
運が落札
した割合

日本
総合

�に対し
て日本総
合が落札
した割合

5地方
整備局

平成
15 59 58 1 0 58

98.3

59 40

69.0

18

16 59 50 9 0 58 59 40 18

17 59 47 12 0 58 59 100.0 40 18 30.5

18 59 46 13 0 58 59 40 18

19 59 41 14 4 59 100.0 59 39 66.1 18

計 295 242 49 4 291 98.6 295 100.0 199 68.4 90 30.5

（注） 5地方整備局 東北、北陸、中国、四国及び九州各地方整備局

このような 2者指名の契約について、指名業者の選定方法についてみたところ、

地方整備局及び国道事務所等における過去の業務実績により選定している事例が多

数見受けられた。

＜事例＞

四国地方整備局徳島河川国道事務所は、毎年度、指名業者の選定に当たって、

同局管内において車両管理業務の実績がある業者を選定事由として指名してい

た。しかし、同局管内において同様の業務の実績を有する業者は、過去に指名し

た道路興運及び日本総合の 2者のみであるため、上記の選定事由では過年度と同

一の 2者のみが指名されることになり、この結果、15年度から 19年度における

指名業者は、道路興運及び日本総合の 2者のみとなっていた。

b 落札の状況

8地方整備局及び 112国道事務所等において、15年度から 19年度までに車両管

理業務契約を締結した業者は全部で 11者となっている。この 11者との契約件数及

び支出額は表 6のとおりである。これによると、契約件数では上位の道路興運、日

本総合及び北協管理で 758件、89.0％を占め、その支出額は計 489億 7692万余円

に上っており、支出額全体の 87.3％を占めている。

表 6 車両管理業務契約の業者別契約件数及び支出額 （単位：件、万円、％）

会社名
平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計 割合

件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額

道路興運 71 610,665 69 584,417 69 570,110 72 573,015 71 557,998 352 2,896,205 41.3 51.6

日本総合 26 193,489 26 181,907 26 181,362 29 189,544 29 184,158 136 930,460 16.0 16.6

北協管理 69 251,491 66 251,671 59 231,181 42 173,363 34 163,321 270 1,071,027 31.7 19.1

計 166 1,055,645 161 1,017,995 154 982,653 143 935,922 134 905,477 758 4,897,692 89.0 87.3

上記 3者以
外の 8者計 17 139,665 17 134,557 17 132,927 22 150,787 21 157,537 94 715,473 11.0 12.7

合 計 183 1,195,310 178 1,152,552 171 1,115,580 165 1,086,709 155 1,063,014 852 5,613,165 100.0 100.0
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上記 3者のうち、北海道で業務を実施している北協管理の 10開発建設部におけ

る落札状況は、表 7のとおり、北協管理は、15年度から 17年度までの 198件のう

ち、随意契約の 164件すべてを契約しており、指名競争契約に移行した 18、19両

年度の 97件のうち、18年度 42件、19年度 34件、計 76件についても北協管理が

落札していた。

表 7 10開発建設部における北協管理の落札状況 （単位：件）

契 約 方 式 平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計

随 意 契 約 65 56 43 0 0 164

指 名 竸 争 契 約 6 11 17 53 44 131

計 71 67 60 53 44 295

うち北協管理の契約件数 69 66 59 42 34 270

（注） 平成 15年度から 17年度までの契約 198件は、網掛部分の契約件数の合計である。

前記の指名競争契約 661件における落札率についてみると、図 1のとおり、99％

以上の契約が 180件となっており、661件のうち落札率が 95％以上であった契約

は 583件となっていた。そして、661件の契約のうち 624件（94.4％）の契約が 1回

目の入札で落札業者を決定していた。

図 1 指名競争契約における落札率の状況

以上のように、長期にわたって、特定の業者に指名が偏っている契約状況は適切

ではなく、このような場合、履行可能な一定以上の業者を指名して契約の競争性を

確保しようとしている指名競争契約の趣旨を損なうこととなる。

貴省においては、車両管理業務の契約に当たって、20年 7月に通知を発して、

20年度後半から原則として一般競争契約としているところであるが、入札公告等

による競争参加資格等の制限は必要最小限のものにとどめ、多数の業者が参加でき

るようにすることにより、同通知の趣旨を徹底することが必要である。

イ 道路整備事業のための広報広聴業務の実施

貴省は、道路整備事業の目的、内容等を分かりやすく紹介するため、パンフレット等

の作成、ミュージカル等のイベントの開催、マスメディアの活用等多岐にわたる方法

で、広報広聴業務を毎年度多数実施している。

そして、貴省、10地方整備局等及び 31国道事務所等における 18、19両年度の広報

広聴業務に関する契約は 1,183件、92億 8821万余円となっている。

� 広報広聴業務の実施

上記の契約 1,183件について、目的別に広報広聴業務の実施状況を示すと図 2のと

おりである。
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図 2 目的別実施状況

前記の契約 1,183件のうち、具体的な整備箇所の事業の推進を目的とする広報広聴

業務は、より一層の効果の発現が期待できると考えられるが、道路整備事業全般の広

報を目的とする広報広聴業務 510件（43.1％）に対して、139件（11.7％）にとどまって

いた。

また、これらに係る経費は、事業費、調査費、工事諸費等複数の費目から支出され

ているなど地方整備局等及び国道事務所等で区々となっていた。

� 広報広聴業務における応札（応募）者数

貴省は、随意契約の理由等の点検、見直しを行い、18年 6月に「随意契約見直し計

画」を策定して、19年 1月に改訂している。同計画によると、随意契約が真にやむを

得ないものを除き、遅くとも 19年度からすべて�一般競争契約、�提案書等を評価

して契約の相手方を特定する企画競争による随意契約、�発注者が事前に特定した公

益法人等以外の参加者の有無を公募により確認する随意契約のいずれかに移行するこ

ととしている。

そして、19年度に実施した広報広聴業務 500件のうち、随意契約見直し計画の方

針に沿って上記�、�、�の契約方式により締結された広報広聴業務は 196件、35

億 7434万余円となっている。この 196件について、多数の業者による競争が行われ

ていたか応札（応募）者数についてみたところ、 2者以上応札（応募）の契約が 196件の

うち 129件ある一方、 1者応札（応募）の契約が 67件見受けられて、これに係る支出

額は 18億 9492万余円となっていた。そこで、 1者応札（応募）の契約の競争参加資格

等についてみたところ、必要とする過去の業務実績として、発注者が所在する地方整

備局等及び管内の国道事務所等からの受注実績や、道路行政に関する住民参加活動の

企画、運営のような道路整備事業特有の専門的な業務実績を求めるなどしたため、多

数の業者が当該業務に応札（応募）することを困難にしている契約が見受けられた。

上記のことを踏まえて、契約方式見直しの効果を確保するためには、発注に当たっ

て、一定数以上の業者が入札等に参加できるような競争参加資格等となっているか確

認するなど、十分に検討する必要がある。

� 広報広聴業務の検証等の実施

広報広聴業務は、効果を測定することは困難な面もあるが、毎年度継続的に実施さ

れている業務も多いことなどから、効率的、効果的に実施するために、業務の目標等

を明確にして、既に実施した広報広聴業務の効果測定及び検証（以下、単に「検証」と

いう。）が重要である。
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そこで、前記�の 1,183件の広報広聴業務のうち、月刊広報誌等の継続して実施さ

れているものを除いた 442件の広報広聴業務について、�業務計画書の作成、�業務
報告書の提出、�業務の検証の状況を手段別にみたところ、表 8のとおりとなってい

た。

これによると、業務計画書を作成した割合は各々の手段ごとに 50％から 100％と

区々となっているものの、どの手段においても、業務計画書の作成よりも業務報告書

の割合が低くなっており、業務の検証を行ったものの割合は更に低い傾向となってい

た。

また、パンフレットや雑誌等の紙媒体による広報広聴業務を行った場合の検証の実

施状況は、221件中 24件にとどまっており、視聴率等により把握できるテレビやラ

ジオ、アクセス件数等により把握できるホームページ、直接アンケートを配布、回収

できるイベント等においても、検証している業務の割合は 50％以下となっていた。

広報広聴業務の検証は困難な面もあるが、業務の計画、実施に当たって、目標等を

明確にするとともに、手段に応じた検証方法を工夫して実効性を高めていくことが必

要である。

表 8 広報広聴業務の検証等の実施状況

手 段 件 数

（件）

左のうち業務計画
書を作成したもの

左のうち業務報告
書を提出させたも
の

左のうち業務の検
証を実施したもの

件 数
（件）

割 合
（％）

件 数
（件）

割 合
（％）

件 数
（件）

割 合
（％）

パ ン フ レ ッ ト の 作 成 等 103 56 54.4 31 30.1 16 15.5

雑 誌 へ の 掲 載 等 118 59 50.0 47 39.8 8 6.8

イ ベ ン ト の 開 催 等 119 97 81.5 75 63.0 35 29.4

ホ ー ム ペ ー ジ の 作 成 等 56 45 80.4 43 76.8 20 35.7

テレビ、ラジオによる放送等 35 33 94.3 26 74.3 16 45.7

調 査 業 務 等 11 11 100.0 10 90.9 4 36.4

計 442 301 68.1 232 52.5 99 22.4

ウ 調査研究業務

貴省は、道路整備事業における行政施策の企画、立案を進め、また、的確な基礎デー

タの構築及び創造的なデータの解析を行うために種々の情報収集や分析が必要であるこ

とから、様々な調査、研究等に係る調査研究業務を外部に発注して実施している。そし

て、地方整備局等における調査研究業務の発注額は多額に上っており、業務内容は、道

路整備のための地形の基礎データの収集や地域人口の動態調査業務から、道路整備に伴

う地域活性化研究業務、管内地域の観光・物流調査検討業務等まで広範囲なものとなっ

ている。

一方、北海道開発局及び沖縄総合事務局は、それぞれの地域が持つ歴史的な経緯や地

域特性から設置された総合行政機関であり、国、地方公共団体、地域住民等が一体と

なって取り組む方針を示している北海道総合開発計画及び沖縄振興計画に基づき、種々

の施策を一体的に推進しており、このことから、他の地方整備局等に比べて地域活性化

に関する業務を多数実施している。

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 631 ―



そこで、道路整備事業に係る調査研究業務のうち、北海道開発局、沖縄総合事務局及

び 12開発建設部等において、特に地域固有の景観、自然、文化等を活用した観光振興

や地域振興等の推進に係る調査研究業務についてみることとした。

18年度の 49件、契約額 10億 1345万余円、19年度の 38件、契約額 9億 9909万余

円、計 87件、契約額 20億 1255万余円の調査研究業務の成果が、地域の財産として広

く共有されるなどして、施策の推進等に効果的に利活用されているかについてみたとこ

ろ、図 3のとおり、成果を取りまとめた報告書（以下「成果物」という。）等について、69

件は、調査研究業務に関係する地域の団体に配布等されていた。一方、成果物等をホー

ムページ上で公表しているものは、図 4のとおり、 9件にとどまっており、成果物等の

公表の基準等がないことなどから、78件（契約額 18億 6991万余円）については、成果

物等がホームページ上に公表されていなかった。このうち、調査研究業務の内容がより

地域に密着していると考えられる地域の観光資源の活用等観光振興に関連するものは、

30件（契約額 4億 2528万余円）となっていた。

図 4 成果物等のホームページ
上への公表状況

図 3 成果物等の配布状況

インターネットの普及率は急速に伸びており、公表可能な成果物等については広く容

易に利用できるよう公表することが重要である。また、このことは事業の透明性の向上

にも寄与すると考えられる。特に、観光資源の活用等地域に密着した調査研究業務にお

いては、公表により業務の成果が他の行政機関のみならず広く地域で活用できるように

することが重要である。

� 道路関係公益法人に対する支出及び契約の状況

ア 8公益法人との契約状況等

貴省が、18、19両年度に、 8公益法人に発注した調査研究業務等の契約は 113件、

契約額 53億 4310万余円となっている。

8公益法人が受注した調査研究業務等の契約のうち、当該業務に関して外部のコンサ

ルタント等の外部業者へ業務の一部を外注している場合の経費（以下「外注費」という。）

等は、会計帳簿等により把握できるものがあるものの、契約ごとに区分経理していない

ため、貴省と契約している当該業務ごとに実際に要した経費が事業終了後でも正確に把

握できない状況となっていた。これらの契約の大部分が調査研究業務等において成果を

求められている請負契約となっているため、受注した公益法人においては、契約上業務

が完了した際は成果を報告すれば足りることとなり、業務内容に変更がなければ特段の
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精算手続が必要とされていない。このことから、調査研究業務等の契約に当たって、精

算手続が確保できる契約方式を検討することも今後の重要な課題の一つである。

そして、18、19両年度に 8公益法人が受注した 113件、契約額 53億 4310万余円に

ついてみると、業務の一部を外注している契約が、92件（契約額 48億 2606万余円）あ

り、このうち契約額に占める外注費
（注 3）

の割合が 50％を超えている契約が 31件（契約額 16

億 6819万余円）となっていた。

（注 3） 外注費 複数の契約をまとめて外注している場合等当該契約ごとに明確に要した外注

費が把握できないものについては、契約額の割合によるあん分等の方法で算出して

いる。

イ 再委託承認申請

公益法人へ随意契約により発注した契約について、契約の全部又は一部を更に第三者

に再委託（下請を含む。以下同じ。）する場合、契約上、発注者の承認を要することとさ

れているが、一方で軽微な業務については、再委託の承認申請は省略できることとされ

ている。

契約額に占める外注費の割合が 50％以上を占めている前記の契約 31件について再委

託承認申請書の提出状況をみると、再委託承認申請書を提出したのは 2件にとどまって

おり、29件（契約額 15億 4103万余円）については提出されていなかった。これは、外

注した情報収集等の業務が軽微な業務であると公益法人が判断して、再委託の承認申請

を行っていなかったものである。

調査研究業務等においては、一般的な情報収集のほかに、困難を伴う専門的な知見に

基づく情報の収集や収集した情報の分析、研究が業務の主要な部分を占める場合がある

が、このような場合でも、公益法人からの再委託の承認申請がないと外注した業務内容

が軽微なものかどうか把握できないこととなる。貴省では、20年 8月に「設計業務共通

仕様書（案）」（昭和 62年建設省制定）を一部改正して、再委託の承認申請を要しない軽微な

部分を明示しているところであるが、同仕様書改正の趣旨を徹底して、外注費を含む調

査研究業務等の透明性を十分確保することが必要である。

ウ 社団法人国際建設技術協会と締結している契約状況等

社団法人国際建設技術協会（以下「国建協」という。）は、海外における国土開発に対し

協力することを目的として設立された公益法人で、国、政府関係機関、その他の者より

委託を受けた建設技術に関する調査及び研究等の事業を行っており、貴省から調査研究

業務等を、18年度 5億 6588万余円、19年度 6億 0273万余円、計 11億 6861万余円受

注している。

そして、国建協は、18年度に、「平成 18年度海外の道路関係情報等に関する調査」を

契約額 91,875,000円で貴省と締結している。

上記の契約は、世界の道路の技術、制度、プロジェクト等に関する最新情報を企画立

案者に適時的確に情報提供することを目的として、海外の道路整備に関する調査等の情

報収集、整理等を行うものである。

上記の契約に基づき、貴省に提出された成果物についてみたところ、海外支部のス

タッフが外国文献の翻訳を十分に行わなかったため日本語として意味の通じない部分が

5ページにわたって散見され、また、インターネット上の辞書機能を安易にそのまま引
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用している部分が 6か所で見受けられた。そして、特記仕様書において業務内容の責任

者である主任技術者についての定めはあるものの、成果物の提出に当たって内容の照査

を行う照査技術者について定めがないことから、国建協では、成果物の提出に当たっ

て、特段、照査技術者を指名しないまま成果物を提出していた。

道路整備事業における土木設計業務に係る契約では、受注者は成果物の内容について

技術的な照査を行う照査技術者を定めることとされており、同様に道路整備事業におけ

る調査研究業務等においても、専門性の高い業務等は、必要に応じて、成果物の提出に

当たって、受注者においても成果物の内容を十分照査することが必要である。

（改善を必要とする事態）

我が国の道路整備を取り巻く状況や国会での議論を踏まえて、道路整備特別会計における

支出の状況について、多角的に検査を実施した結果、次のような事態について、改善を図る

要があると認められる。

� 連絡用車両の車両管理業務について、業務の発注に当たり、長期にわたって指名業者が

特定の少数の業者に占められているなどの事態が見受けられた。

� 広報広聴業務について、業務の発注に当たり、応札（応募）者数が限られることとなるな

ど契約方式見直しの効果が十分現われていなかったり、業務の検証が十分行われていな

かったりするなどの事態が見受けられた。

� 観光資源の活用等地域に密着した調査研究業務において、成果物等について、ホーム

ページ等により地域に周知するなど、より効果的な取扱いとなっていない事態が見受けら

れた。

� 公益法人に発注する調査研究業務等について、公益法人が外部業者に業務の一部を外注

している契約があるが、これらの中には再委託の承認申請を行っていない契約が見受けら

れた。

� 公益法人に発注する契約について、成果物の照査が十分でない事態が見受けられた。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴省において、主として次のようなことなどによると

認められる。

� 連絡用車両の車両管理業務について、業務の発注に当たり、指名競争契約を導入してい

るものの、指名される業者が特定の少数の業者に限られるような競争参加資格等となって

いること

� 広報広聴業務について、業務の発注に当たり、契約方式の見直しを進めているものの、

応札（応募）者数が限られるような競争参加資格等を設定していたり、業務の検証に当た

り、手段に応じた検証方法の工夫が十分でなかったりしていること

� 観光資源の活用等地域に密着した調査研究業務において、成果物等の公表の基準等がな

いこと

� 公益法人に発注する調査研究業務等について、軽微なものについては再委託の承認申請

を要しないとしているものの、その範囲が具体的に示されていなかったこと

� 公益法人に発注する契約について、成果物の提出に当たって、専門性の高い業務等で

あっても照査技術者の必要性を特記仕様書等において明確にしていなかったこと
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3 本院が表示する意見

貴省においては、道路整備特別会計の予算執行状況について様々な議論がなされ、道路整

備行政に対する信頼を損ねたことについて、早急に国民の信頼を回復するために、最終報告

書に沿った改革を確実に実施するとともに、道路整備事業の実施に当たっては、より一層の

適正かつ効率的な予算の執行を行うことが重要である。

ついては、前記のような検査結果を踏まえて、道路関係業務の適正かつ効率的な予算の執

行が図られるよう、次のとおり意見を表示する。

� 連絡用車両の車両管理業務については、20年 7月に通知を発して、年度後半から原則

として一般競争契約としているが、真に競争性のある契約とするため、同通知の趣旨を徹

底すること

� 広報広聴業務については、契約に当たって、契約方式見直しの効果が十分発現されて、

応札（応募）者数が複数確保されるよう競争参加資格等を十分検討するとともに、実効性の

向上を図る点から業務の検証方法を工夫するよう努めること

� 観光資源の活用等地域に密着した調査研究業務については、業務の成果が最大限地域で

利活用されるよう、業務の成果の内容等を広く地域に周知するため、ホームページ等で可

能な限り公表すること

� 公益法人に発注する調査研究業務等については、20年 8月に「設計業務共通仕様書

（案）」を一部改正して、再委託の承認申請を要しない軽微な部分を明示しているところで

あるが、再委託の承認申請が適切に行われるよう、同仕様書改正の趣旨を徹底すること

� 公益法人に発注する契約について、専門性の高い業務の発注に当たっては、必要に応じ

て特記仕様書等において照査技術者を明確にするなどして、成果物の内容の照査が適時的

確に行われるようにすること

本院は、20年次の検査を踏まえつつ、国会からの検査要請について引き続き検査を実施

して、取りまとめが出来次第報告することとする。

（ 8） 自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用が低調となっているため、サービ

スの運用方法等の改善を図るよう意見を表示したもの

会計名及び科目 自動車検査登録特別会計（平成 20年度以降は自動車安全特別会計（自

動車検査登録勘定））（項）業務取扱費

部 局 等 国土交通本省

ワンストップ
サービスの概要

パソコンを用いて、インターネット上で一括して自動車保有関係手続

を行うことにより、新車の新規登録手続に係る利用者等の負担を軽減

させるとともに行政事務の効率化を図るもの

ワンストップ
サービスの開発
費の合計額

26億 7720万円（平成 14年度～17年度）

上記のうち国土
交通省負担額

14億 2988万円

ワンストップ
サービスの維持
関係費用の国土
交通省負担額

38億 4246万円（平成 17年度～19年度）
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国土交通省負担
額の合計

52億 7235万円（背景金額）（平成 14年度～19年度）

上記のうち全く
使用されていな
い検査標章印刷
用プリンター計
122台の設置に
係るリース費用
相当額

4073万円（平成 16年度～19年度）

【意見を表示したものの全文】

自動車保有関係手続のワンストップサービスの実施状況等について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 事業の概要

� 自動車保有関係手続の概要

自動車を公道等で運行するためには、自動車の所有権の公証、安全の確保、社会秩序の

維持等様々な目的から、法令等に基づき、自動車の検査・登録、自動車保管場所証明、自

動車税の納付等各種の行政手続（以下「自動車保有関係手続」という。）が必要とされてい

る。

このうち、自動車の登録手続は、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）の規定に基づ

き、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車（以下「自動車」とい

う。）を運行の用に供する場合に必要とされていて、以下の手続がある。

ア 登録を受けていない自動車の登録を行う新規登録

イ 所有者の変更があった場合に行う移転登録

ウ 氏名、住所、使用の本拠の位置等を変更する場合に行う変更登録

エ 自動車の使用をやめたり、解体等をしたり、輸出をしたりする場合に行う抹消登録

そして、上記アの新規登録には、新車の新規登録と登録を抹消した自動車を再び使用す

る場合の登録とがあるが、新車の新規登録を行う場合の自動車保有関係手続は、次のとお

りである。

� 申請者等は、市町村、警察署等に図 1に掲げる各証明書等の交付申請を行い、交付を

受けたこれらの証明書、検査・登録の申請書等を運輸支局、自動車検査登録事務所、陸

運事務所、運輸事務所（以下「運輸支局等」という。）に提出して（検査・登録の申請書は書

面によるほか、フレキシブルディスク
（注 1）

に入力して提出することも可能である。）審査を受

ける（以下、これらの書面等による申請を「書面申請」という。）。
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図 1 自動車保有関係手続（書面申請）書類等（新規登録の場合）

� 運輸支局等は、これらの書面の提出を受けて申請内容の審査を行い、新規登録の基準

に適合する場合には、車名、型式、車台番号、所有者の氏名又は名称、住所、使用の本

拠の位置等を自動車登録ファイルに登録し、また、申請者等に対して、登録事項等通知

書、自動車検査証及び検査標章を交付する。申請者等は、自動車登録番号標（以下「ナン

バープレート」という。）の交付を交付代行者
（注 2）

から受けて自動車に取り付けて、封印取付

受託者
（注 3）

による封印の取付けを受ける。

� 上記に加えて、申請者等は、都道府県税事務所において自動車取得税及び自動車税を

申告・納付する。

（注 1） フレキシブルディスク 磁気によりデータを記録する媒体の日本工業規格における名称

であり、一般にフロッピーディスクと呼ばれる。

（注 2） 交付代行者 国土交通大臣がナンバープレートの交付を代行させている者で、自動車関

連の公益法人が代行者となっている。

（注 3） 封印取付受託者 国土交通大臣が封印の取付けを委託した者で、自動車関連の公益法

人、自動車整備事業者、自動車販売事業者、行政書士等が受託者となっている。

新車の新規登録手続は、自動車の購入者等が申請者となって自ら行うこともできるが、

そのほとんどが自動車販売事業者や行政書士に依頼して行われているのが現状である。

自動車販売事業者が構成会員となっている社団法人日本自動車販売協会連合会（以下「自

販連」という。）によると、平成 19年の新車の新規登録件数（3,453,672件）のうちの約 83％

（2,890,871件）については、自販連の各都道府県支部が、管内の自動車販売事業者からの
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申請書類を取りまとめて、運輸支局等に一括して代理申請を行い、自動車検査証、検査標

章、ナンバープレート等の交付を受けて、自動車販売事業者に配布している。また、自動

車保管場所証明関係手続の代行については、自動車販売事業者又は行政書士が行っている

が、自動車販売事業者が代行する場合には、自販連都道府県支部によらず各自動車販売事

業者自らが手続を行っている。

� 自動車保有関係手続のワンストップサービス

新車の新規登録を行う場合、申請者等は、警察署、運輸支局等、都道府県税事務所等複

数の機関に赴かなければならないことから、申請者等の負担を軽減して、行政事務の効率

化を図るために、申請者等がパソコンを用いてインターネット上で一括して自動車保有関

係手続を行うことのできるワンストップサービス（以下「ワンストップサービス」という。）

が 17年 12月から開始されている。

ア ワンストップサービス実施の経緯

ワンストップサービス実施の経緯は次のとおりである。

� 10年 12月に、内閣総理大臣直轄の省庁連携タスクフォースとして設置されたバー

チャル・エージェンシーの検討プロジェクトの一つとして自動車保有関係手続のワン

ストップサービスが取り上げられ、国民の負担を軽減して、行政事務を効率化するた

めに、その推進を図る必要があるなどとする最終報告が 11年 12月になされた。

� 上記の報告を受けて、高度情報通信社会推進本部（本部長内閣総理大臣）は、おおむ

ね 17年を目標としてワンストップサービスの実現を図るべく、その稼働開始を目指

すこととして、段階的に対象手続及び地域を拡大することとした。

� 13年 1月に、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成 12年法律第 144号）に

基づき、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（本部長内閣総理大臣。以下

「IT戦略本部」という。）が決定した「e―Japan戦略」において、我が国が 5年以内に世

界最先端の IT国家となることを目指すこととされて、同年 3月に「e―Japan重点計

画」を決定して、おおむね 17年を目標に自動車保有関係手続のワンストップサービス

の開始を目指すこととした。

� 14年 8月に、「自動車保有関係手続のワンストップサービス推進関係省庁連絡会

議」（内閣官房、警察庁、総務省、法務省、国税庁、経済産業省、国土交通省で構成。）

は、ワンストップサービスについての検討結果を中間的にとりまとめた「自動車保有

関係手続のワンストップサービスのグランドデザイン」を決定した。

� 15年 4月に、警察庁、総務省、国税庁及び国土交通省（以下「 4省庁」という。）は、

システム設計に必要な要件を定義するとともに、その実施のための枠組みを「自動車

保有関係手続のワンストップサービス・システム要件定義」として策定した。

� 16年 7月に、 4省庁は、ワンストップサービスの開始時期を 17年 12月として、

まず型式指定車
（注 4）

の新車の新規登録手続を対象とすることにした。

� 17年 2月に、IT戦略本部により決定された「IT政策パッケージ 2005」において、

19年中を目標に全国において新車の新規登録手続のオンライン申請を開始できるよ
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うワンストップサービス化を推進すること及び中古車の新規登録、移転登録、変更登

録、抹消登録及び継続検査
（注 5）

については、20年末までのできるだけ早期を目標に全国

にサービスを拡大することとした。

� 17年 12月に、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府の 4都府県でワンストップ

サービスを開始して、現在の実施都府県は表 1のとおりである。

なお、 4省庁及びすべての都道府県（都道府県警察を含む。）からなる OSS管理運営委

員会（以下「管理運営委員会」という。）を設置して、ワンストップサービスの管理運営方

針の決定に当たっている。

（注 4） 型式指定車 国土交通大臣が、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止そ

の他の環境の保全を図るために、自動車製造業者等の申請により、自動車の構造、

装置及び性能が保安基準に適合して、かつ、当該自動車が均一性を有すると判定し

て、その型式について指定した自動車をいう。

（注 5） 継続検査 自動車検査証の有効期間の満了後に当該自動車を使用しようとするとき

に、自動車の安全性の確保及び公害の防止を図るために受ける検査

表 1 ワンストップサービスの実施都府県

稼働開始時期 平成 17年 12月 26日～ 18年 4月 24日～ 19年 1月 29日～

都府県名 東京都

神奈川県

愛知県

大阪府

埼玉県

静岡県

岩手県

茨城県

群馬県

兵庫県

イ ワンストップサービスのシステム構成

ワンストップサービスは、図 2のとおり、�申請者等の認証、申請の受付等を行う

「全国ポータルサブシステム」、�各機関への申請の振り分け及び手続の流れの管理等を

行う「地方ポータルサブシステム」、�各都道府県警察に設置されて自動車保管場所証明

書の申請等に係る処理を行う「警察接続サブシステム」、�各運輸支局等に設置されて自

動車の登録申請等に係る処理を行う「運輸支局等接続サブシステム」及び�各都道府県に

設置されて自動車税、自動車取得税の申告に係る処理を行う「都道府県接続サブシステ

ム」から構成されている。
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図 2 ワンストップサービスのシステム構成図

（注） 検査・登録の申請書の内容は、ワンストップサービスを利用した場

合、書面申請の場合とも、自動車登録検査業務電子情報処理システム

に登録される。

ウ ワンストップサービスの申請手順

ワンストップサービスは、申請者等がワンストップサービスのサブシステムの一つで

ある全国ポータルサブシステムに接続して、必要な申請事項を入力するなどして送信し

て、手数料や自動車関係諸税をインターネットバンキング又は ATMにより支払うなど

して、申請者等がそれぞれの機関の窓口に赴くことなく新車の新規登録に必要な手続を

行うことができるようにしたものである。ただし、ナンバープレート、登録事項等通知

書、自動車検査証、検査標章及び保管場所標章の受取りについては、別途関係機関に赴

く必要があり、また、ナンバープレートの取付け後の封印については、封印取付受託者

に依頼して封印の取付けを受ける必要がある。また、自動車損害賠償責任保険への加入

等の事前準備が必要とされている。申請者等がワンストップサービスを利用して新規登

録の申請を行う場合の手続は、次のとおりである（図 3参照）。

� 申請者等は、ワンストップサービスを利用するための事前の準備として、以下の手

続を行う。

� 自動車損害賠償責任保険への加入

� 手数料等の納付をインターネットバンキングで行う場合は、インターネットで納

付を行う環境の準備
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� ワンストップサービスを利用するためのソフトウェアのパソコンへのインストー

ル

� 個人の場合は、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を利用した電子申請

を行うために必要なソフトウェアのパソコンへのインストール

� 申請者等とワンストップサービスとの間の安全な通信を行うために必要な政府共

用認証局の自己署名証明書
（注 6）

の設定等

� 申請者等は、パソコンを用いて以下の手順により申請書及び添付書類の作成を行

う。

� 申請者、使用者、代理申請の場合は代理人に関する情報（住所、氏名（法人名）及

び生年月日）の入力

� 自動車の用途及び登録に関する申請内容（メーカー名、自動車の色、車台番号等）

の入力

� 自動車の保管場所に関する情報（保管場所を示す所在図、配置図、使用権原疎明

書面等の添付等）の入力

� 自動車税及び自動車取得税に関する情報（自動車の用途と種別、納税義務者、自

動車の所有形態、課税標準額又は車両本体及び付加物の取得価額）の入力等

� 申請者等は、�により入力を行った各画面ごとの入力情報を確認の後、ワンストッ
プサービスへデータの送付を行う。データ送付後の手続は以下のとおりである。

	 インターネットバンキング又は ATMを使用して保管場所証明申請手数料及び検

査登録手数料を納付


 運輸支局等、都道府県税事務所及び警察署の審査機関による申請内容の審査

� 新規登録の基準に適合する場合には保管場所標章交付手数料、自動車重量税、自

動車税及び自動車取得税について	と同様の方法による納付
� 運輸支局等での登録事項等通知書、自動車検査証及び検査標章の受取り、交付代

行者からのナンバープレートの受取り、自動車への取付け及び封印取付受託者によ

る封印の取付け

 警察署で保管場所標章の交付を受けて自動車に表示

（注 6） 政府共用認証局の自己署名証明書 申請者等とワンストップサービスとの間の通信を

暗号化し、申請者側には安全な通信を行うための証明書、ワンストップサービス側

にはサーバ証明書が必要となり、これらの証明書（自己署名証明書）を政府共用認証

局が発行する。
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図 3 ワンストップサービスによる手続概要

� ワンストップサービスに係る経費

4省庁は、14年度からワンストップサービスのシステム開発を行っており、19年度末

までにワンストップサービスに要した費用は、表 2のとおり、 4省庁合計で 65億 1967万

余円となっている。このうち、設計、開発費は、警察庁が 5億 2160万余円、総務省が

5億 2843万余円、国税庁が 1億 9727万余円、国土交通省が 14億 2988万余円をそれぞれ

負担していて、 4省庁合計で 26億 7720万余円となる。また、運用、保守等のための維持

関係費用は国費で 17年度 5億 5872万余円、18年度 16億 0328万余円、19年度 16億 8045

万余円となっている。

なお、上記の開発費については、それぞれのサブシステムの開発内容に応じて 4省庁が

負担割合を定めて支出しており、サービス開始後の維持関係費用については、「全国ポー

タルサブシステム」及び「地方ポータルサブシステム」は、国土交通省がその 2分の 1を負

担して、残額の 2分の 1について都道府県税部局及び都道府県警察がそれぞれ負担割合を

定めて支出している。また、上記以外の維持関係費用については、国土交通省が全額を負

担している。
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表 2 省庁別ワンストップサービス関係費用 （単位：円）

年 度 契 約 金 額

うち警察庁分 うち総務省分 うち国税庁分 うち国土交通省分

平成 14 169,994,790 42,498,645 42,498,645 42,498,645 42,498,855

15 929,898,264 233,030,400 235,111,300 101,250,000 360,506,564

16 1,092,515,032 246,079,600 250,825,000 53,529,600 542,080,832

17 484,797,784 ― ― ― 484,797,784

開発費計 2,677,205,870 521,608,645 528,434,945 197,278,245 1,429,884,035

17 558,729,056 ― ― ― 558,729,056

18 1,603,281,840 ― ― ― 1,603,281,840

19 1,680,456,840 ― ― ― 1,680,456,840

維持関係
費用計

3,842,467,736 ― ― ― 3,842,467,736

計 6,519,673,606 521,608,645 528,434,945 197,278,245 5,272,351,771

注� 平成 14～17年度（17年度は上段）は開発費、17～19年度（17年度は下段）は維持関係費用であ
り、すべて国費である。

注� 警察庁は自動車保管場所証明書の審査等に、総務省は自動車二税の徴収に、国税庁は自動車

重量税の徴収に関連しているため、それぞれに係る開発費を負担している。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

政府は、世界一便利で効率的な電子行政サービスの提供を目指して、国・地方公共団体の

行政手続に関して、オンライン利用を飛躍的に拡大させるために、ワンストップ化等を図

り、利便性・サービスの向上が実感できる電子行政を実現することなどを目標としている。

そして、10年 12月に設置されたバーチャルエージェンシーによる検討に始まり推進されて

いるワンストップサービスは、多数の行政機関、民間事業者等が連携して行政サービスのワ

ンストップ化を実現するもので、行政サービスのワンストップ化の先駆的な取組として、電

子政府を推進するに当たり、重点的に取り組むこととしているものである。

また、本院は、国会からの検査要請に基づき、18年 10月に、「各府省等におけるコン

ピュータシステムに関する会計検査の結果について」として、その検査結果を報告してい

る。そして、同報告において、電子申請等関係システムの電子申請率は、全体では低くなっ

ていることから、各省庁において、手続のオンライン化について、事務・事業の見直しも含

めて、その必要性、経済性を十分検討するとともに、利便性に対する国民の意見、要望も広

く聴取して、そのニーズを的確に把握するなどしてシステムの利用の拡大を図り、もって国

民の利便性の向上に努めることが必要であり、本院としては、今後とも多角的な観点から検

査を実施していくこととしたところである。

そこで、ワンストップサービスについて、経済性、効率性、有効性等の観点から、サービ

スのワンストップ化やシステムの利用により利用者の利便性の向上が図られるものとなって

いるか、システムの規模と利用状況等との整合性が図られているかなどに着眼して検査を

行った。
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（検査の対象及び方法）

検査に当たっては、14年度から 19年度までの間のワンストップサービスに係る設計、開

発、運用、保守等に要した費用 65億 1967万余円を対象として、 4省庁において会計実地検

査を行った。そして、ワンストップサービスの導入に至る検討状況及び実施状況、現在まで

の運用の状況等について関係資料に基づき検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� ワンストップサービスの利用率

ワンストップサービス実施都府県における 17年 12月の運用開始から 20年 6月までの

型式指定車の新車の新規登録件数 3,568,810件のうちワンストップサービスを利用した件

数は、表 3のとおり 23,916件（利用率 0.67％）であり、このうち、個人の利用件数は計

59件となっている。

表 3 ワンストップサービスによる利用件数等（平成 17年 12月～20年 6月） （単位：件）

都府県名 岩手県 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 大阪府 兵庫県 合計

１７
年
度
登
録
件
数

新規登録
件数A

― ― ― ― 93,250 78,014 ― 99,890 69,387 ― 340,541

ワンストッ
プサービス
利用件数B

― ― ― ― 79 23 ― 127 187 ― 416

B/A（％） ― ― ― ― 0.08 0.02 ― 0.12 0.26 ― 0.12

１８
年
度
登
録
件
数

新規登録
件数C

6,773 21,710 18,125 178,068 278,542 225,815 113,250 289,880 198,758 32,623 1,363,544

ワンストッ
プサービス
利用件数D

13 10 114 714 2,666 876 1,573 1,720 371 52 8,109

D/C（％） 0.19 0.04 0.62 0.4 0.95 0.38 1.38 0.59 0.18 0.15 0.59

１９
年
度
登
録
件
数

新規登録
件数E

25,541 79,462 66,317 178,447 268,235 219,308 111,823 276,742 187,808 122,637 1,536,320

ワンストッ
プサービス
利用件数F

178 14 315 1,137 3,151 516 2,128 2,410 801 525 11,175

F/E（％） 0.69 0.01 0.47 0.63 1.17 0.23 1.9 0.87 0.42 0.42 0.72

２０
年
度
登
録
件
数

新規登録
件数G

5,438 17,493 13,932 37,783 55,891 47,026 23,311 60,153 40,788 26,590 328,405

ワンストッ
プサービス
利用件数H

54 6 36 202 1,870 119 231 898 699 101 4,216

H/G（％） 0.99 0.03 0.25 0.53 3.34 0.25 0.99 1.49 1.71 0.37 1.28

合

計

新規登録
件数 I

37,752 118,665 98,374 394,298 695,918 570,163 248,384 726,665 496,741 181,850 3,568,810

ワンストッ
プサービス
利用件数 J

245 30 465 2,053 7,766 1,534 3,932 5,155 2,058 678 23,916

J/I（％） 0.64 0.02 0.47 0.52 1.11 0.26 1.58 0.7 0.41 0.37 0.67
上記合計のうち
個人利用件数

1 3 1 3 17 8 1 11 13 1 59

注� ワンストップサービスの運用開始時期が都府県により異なるため、東京都、神奈川県、愛知

県、大阪府は平成 17年 12月から、埼玉県、静岡県は 18年 4月から、岩手県、茨城県、群馬
県、兵庫県は 19年 1月からの利用件数をそれぞれ計上している。

注� 個人利用件数についてはワンストップサービスが運用稼働を開始した平成 17年 12月から
20年 5月までの累計件数である。

ワンストップサービスを利用できる地域は 10都府県と限られており、これらの都府県

におけるワンストップサービスの利用率は上記のとおり著しく低率となっていて、17年
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度のワンストップサービスの運用開始以降の利用 1件当たりに要した維持関係費用（国の

負担分）についてみると、17年度（17年 12月～18年 3月）134万余円、18年度 19万余

円、19年度 15万余円となっている。そして、今後とも利用率の改善が見られない場合

は、毎年度、 1件当たりの維持関係費用として同程度の金額を要することが見込まれる。

� 利用率の向上に向けた取組

政府は、18年 1月に決定された「IT新改革戦略」において、国民、企業等による電子政

府の利用は進んでいないとの認識のもと、オンライン利用促進対象手続におけるオンライ

ン利用率を 22年度（2010年度）までに 50％以上とする目標を掲げた。また、18年 7月に

閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」において、オンライン

利用促進対象手続については、処理時間の短縮、手数料の引下げ等のインセンティブ措

置、電子署名の簡略化等の担当府省の努力がなされるものに限り予算措置することとし

て、22年度（2010年度）までにオンライン利用率 50％以上の目標達成が困難であると認め

られる電子申請システムについては、当該システムの必要性等の再検討を行うこととし

た。

これを踏まえて、管理運営委員会は、オンライン利用促進対象手続のひとつである自動

車の新規登録手続を行うためのワンストップサービスの利用率が低率となっている原因

は、サービスを利用する際必要となる個人認証に使用する住民基本台帳カードの取得率が

低いことによるとして、利用者が、住民基本台帳カードを用いて行う申請方法に加えて、

住民基本台帳カードを用いることなく従前と同様の紙による委任状及び印鑑登録証明書等

を自動車販売事業者に提出することにより、ワンストップサービスを利用した代理申請

（以下、自動車の購入者が印鑑登録証明書等の書面を代理申請者に提出して、代理申請者

がワンストップサービスを利用して申請を行う方法を「書面併用方式」という。）を行うこと

ができるようシステムの改良等を行い、19年 11月から開始した。

これは、前記のとおり新車の新規登録手続の約 8割が自動車販売事業者を通じた自販連

による代理申請により行われていることから、管理運営委員会は、自動車販売事業者を通

じた書面併用方式の導入により、新車の新規登録手続に係るオンライン利用率 50％の達

成を図ることとしたものである。

また、自販連は、ワンストップサービスによる登録業務の効率化を図るため自動車販売

事業者のシステムから申請に必要なデータを取り込む機能を有する管理システムを構築し

ている。そして、管理運営委員会は、書面併用方式の開始に当たり、自販連からの大量申

請に対応するために、自販連の運用する管理システムから送信される申請の情報をワンス

トップサービスが一括して受け取れるようシステムの見直しを行っている。

しかし、書面併用方式によるワンストップサービス利用件数は 19年 11月 26日のワン

ストップサービス開始から 20年 6月末までの合計で 2,484件、ワンストップサービス全

体としての 19年 12月から 20年 6月までの利用率は 0.89％となっていて、期待される大

幅な利用率の向上の効果はいまだ見られない状況となっている。

なお、政府は、国のオンライン利用促進の取組を抜本的に見直すなどのため、20年

9月に決定した「オンライン利用拡大行動計画」において、オンライン利用拡大の新たな目

標について、これまでのような各手続一律 50％の目標設定は適当でないとして、重点手

続分野ごとに目標を定めることとした。そして、パソコンやブロードバンド利用環境、各
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種認証基盤等が国民の間に十分普及して、定着するまでの間は、窓口でのオンライン入力

補助・代行サービス等の充実を図ることとして、行政内部において申請を受けた後の事務

処理過程が電子的に遂行される場合には、窓口等でデータ形式により提出される申請につ

いても、オンライン申請等件数に含めることとした。これにより、自販連等の申請者が自

ら検査・登録申請書をフレキシブルディスクに入力し、運輸支局等に持参して申請すると

いう従前から行われている申請方法についてもオンライン申請等件数に含めることとし

た。その結果、19年度のオンライン利用率の実績値は 54％となり、政府は、25年度末に

おける目標値を 60％と設定している。

ただし、このオンライン利用率は、フレキシブルディスクを運輸支局等の窓口に持参し

て行う申請件数を含んだ利用率となっており、パソコンを用いてインターネット上で一括

して手続を行う申請方法とは異なる方法による申請件数を含めていることから、ワンス

トップサービスを用いた利用率とは異なるものである。

� ワンストップサービスの利用による利便性等の状況

ワンストップサービスの利用による利便性等について利用者別にみたところ、次のよう

な状況が見受けられた。

ア 個人の申請に係る状況

ワンストップサービスは、申請者等が 24時間 365日自宅等から申請を行うことがで

きるものであるが、個人の利用件数については、前記の表 3のとおり、ワンストップ

サービスの運用開始から 20年 5月までの 2年 6か月間で 59件にとどまっている状況で

ある。これは、個人にとっては、複雑な自動車保有関係手続がワンストップサービスに

よっても基本的には解消されていないこと、ナンバープレートの封印といった個人には

認められていない手続があること、新車の新規登録手続は自動車の購入者（以下「購入

者」という。）に代わり自動車販売事業者を通じた代理申請により行うことが新車販売に

おける商慣習として定着していることなどによると思料される。

イ 代理申請に係る状況

新車の新規登録手続に係る代理申請のほとんどが自動車販売事業者を通じて行われて

いることから、国土交通省は、ワンストップサービスの利用率の向上を図るために、そ

の主要な利用者である自動車販売事業者を対象として意見聴取を行っており、その結果

等に基づき、購入者や自動車販売事業者等の利便性が向上しているかなどについてみた

ところ、以下のような状況が見受けられた。

� 購入者の利便性等の状況

� 購入者が自動車販売事業者に新車の新規登録手続の代理申請を依頼する際に必要

となる手数料は、国土交通省の 18年度の調査（自動車販売事業者 18社）によると、

自動車販売事業者によって差異はあるものの、書面申請の場合は平均で 3万円程度

となっているが、購入者がワンストップサービスの申請を選択して自動車販売事業

者に依頼する場合はこれよりも平均で 7千円程度減額されている。

� 書面併用方式の場合は、購入者が委任状を作成して印鑑登録証明書を自動車販売

事業者に提出する必要があるが、これは、購入者にとっての負担の面において書面

申請による手続と全く異なるところがないものとなっている。

上記のとおり、購入者にとっては、ワンストップサービスの申請を選択することに
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より、代理申請手数料の減額というメリットが得られる場合があることから、ワンス

トップサービスの利用について管理運営委員会及び自動車販売事業者等において有効

な方策を検討して、購入者に十分周知することにより、利用率の向上が期待できると

思料される。

� 自動車販売事業者の利便性等の状況

� 書面申請による場合は、通常は自動車保管場所証明書の申請時に受取予定日が示

されて、その後、必要書面がそろった時点で運輸支局等に登録申請を行うことによ

り同日中に登録手続が完了することから、自動車販売事業者において登録日が比較

的容易に想定できるために、顧客に納車日をあらかじめ示すことが可能となってい

る。これに対して、ワンストップサービスによる場合は、システム上登録予定日が

示されないこと、申請内容に不備があるなどして登録に必要な証明書類情報をシス

テムが取得できない場合には申請から数日経過した時点で差し戻される場合もある

ことなどから、登録日を想定しづらいものとなっており、顧客に納車日を示すこと

が困難となっている。

� ワンストップサービスによる場合は、自動車保管場所証明書の取得に際して申請

のために警察署に赴く手間が 1回軽減されるものの、自販連や自動車販売事業者の

管理システム等との連携が十分確立していないなどのために、相当数の申請事項に

ついてパソコンへの入力事務の負担が生じている。

� 購入者がワンストップサービスを選択する場合は、自動車販売事業者は、前記の

とおり一般的に書面申請の場合よりも手数料を減額していることから、手数料収入

がその分減少することになる。

上記のとおり、自動車販売事業者は、警察署へ赴く回数の減少というメリットに対

して、登録予定日が想定しづらくなるため顧客に納車日を示すことが困難になるこ

と、新たなパソコン入力事務の負担が生ずること、手数料収入の減少等のデメリット

を総合的に勘案した上で、現状では、ワンストップサービスの利用のメリットが十分

得られないと判断していることが、利用率の低迷の一因と思料される。

ウ 自動車販売事業者による自社名義登録

自動車販売事業者は、試乗車等として自社の名義で自動車を保有することがあるが、

このような場合には、上記のようなデメリットは比較的少ないことからワンストップ

サービスによる登録申請がより行われやすいものと思料される。そこで、20年 1月か

ら 3月までの間にワンストップサービスにより登録された 3,163台の自動車についてみ

たところ、所有者氏名及び使用者氏名とも同一の自動車販売事業者となっているなどし

ていて、自社名義登録と思料される自動車が、2,604台、約 82％となっていて、一般顧

客向けに販売する自動車の登録申請にワンストップサービスが利用されている件数はわ

ずかとなっている状況が見受けられた。

� ワンストップサービスに接続していない道府県の状況

ワンストップサービスに接続している都府県は 19年度末現在、10都府県にとどまって

おり、総務省等によると現在新たに接続を決定している道府県はない状況である。その理

由については、都道府県接続サブシステムの構築や自動車税等の収受に必要なマルチペイ

メントネットワーク
（注 7）

への加入等に費用負担を要することなどの財政上の負担及びサービス

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 647 ―



対象手続の移転登録、継続検査等への拡大の見通しが示されないことなどによるとしてい

る。

（注 7） マルチペイメントネットワーク 官公庁、地方公共団体等と金融機関を通信回線で結

び、税金や手数料等の公共料金等をパソコン上のインターネットバンキングや

ATMから納付することができるサービス

� 運輸支局等におけるワンストップサービス用審査端末等の設置状況

国土交通省は、「IT政策パッケージ 2005」において、全国でサービスを実施することが

決定されたことを踏まえて、全国の運輸支局等に運輸支局等接続サブシステムを操作する

ための審査端末等を設置している。

このうち、ワンストップサービスに接続している前記表 1の 10都府県に所在する 29運

輸支局等
（注 8）

には、ワンストップサービス用の審査端末、レーザープリンター及び検査標章印

刷用プリンターが 2台ずつ設置されている。これに対して、ワンストップサービスに接続

していない 37道府県
（注 9）

内に所在する 42運輸支局
（注10）

、22自動車検査登録事務所等
（注11）

に、22年

11月までをリース期間として設置されている審査端末計 122台及びレーザープリンター

計 122台は、書面申請における完成検査終了証及び譲渡証明書の電子化されたデータの確

認のために利用されているが、ワンストップサービスの申請には全く使用されておらず、

また、検査標章印刷用プリンター計 122台についても全く使用されていない状況である。

そして、これらの検査標章印刷用プリンター計 122台の設置に係るリース費用相当額
（注12）

は、

16年度から 19年度までの間で 4073万余円となっている。

（注 8） 29運輸支局等 岩手、茨城、群馬、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪各運輸支

局、兵庫陸運部、土浦、所沢、熊谷、春日部、練馬、足立、八王子、多摩、川崎、

湘南、相模、浜松、沼津、豊橋、西三河、小牧、なにわ、和泉、姫路各自動車検査

登録事務所

（注 9） 37道府県 北海道、京都府、青森、宮城、秋田、山形、福島、栃木、千葉、新潟、富

山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡

山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮

崎、鹿児島、沖縄各県

（注10） 42運輸支局 札幌、函館、旭川、室蘭、釧路、帯広、北見、青森、宮城、秋田、山

形、福島、栃木、千葉、山梨、新潟、富山、石川、長野、福井、岐阜、三重、滋

賀、京都、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高

知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島各運輸支局

（注11） 22自動車検査登録事務所等 八戸、庄内、いわき、佐野、習志野、袖ヶ浦、野田、長

岡、松本、飛騨、福山、北九州、久留米、筑豊、佐世保、厳原、大島各自動車検査

登録事務所、沖縄陸運事務所、宮古及び八重山両運輸事務所、京都南及び四日市両

自動車検査場

（注12） リース費用相当額 リース費用全体額を台数の比率により案分するなどして算出

� ワンストップサービスの構成機器等の性能設計及び稼働、運用の状況

ワンストップサービスの構成機器等の仕様の前提となる性能設計に当たっては、システ

ムが正常に動作する業務量の限界として、政府の電子申請システムの中で最も普及したシ

ステムの事例を参考として運用開始後 3年経過時点における全国ベースでの利用率を
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90％と設定し、この値を用いて性能設計を行っている。しかし、現状では、ワンストッ

プサービスの実施都府県が限定されていて利用率が 1％に満たない状況となっているこ

と、移転登録、継続検査等いまだワンストップサービスの対象手続とされていない業務に

係る要処理業務量についてもシステムの性能決定の要素として反映されていることから、

導入された構成機器等はその有する本来の性能を十分に発揮していない状況である。

ワンストップサービスの運用に当たっては、運用保守契約（契約金額 4億 9264万余円

（19年度））に基づき年間を通じて 24時間システムを稼働させるとともに動作状況の監視

等を行わせている。しかし、個人によるワンストップサービスの利用実績が著しく少ない

現状において、深夜時間帯における利用がほとんどないことなどを踏まえれば、深夜にお

けるシステム稼働の必要性について、費用対効果の見地から検討する必要があると認めら

れる。

（改善を必要とする事態）

ワンストップサービスの開発費及び維持関係費用が多額に上っているにもかかわらず、ワ

ンストップサービスの利用率が低迷していてワンストップサービスの効果が十分発現してい

ない事態は、改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、主たる利用者である自動車販売事業者等においてワン

ストップサービスの利用の体制がいまだ十分整っていないことなどの要因もあると思料され

るが、ワンストップサービスを利用することによって代理申請手数料が減額されることなど

が購入者に十分周知されていなかったり、利用者である自動車販売事業者等にとって登録予

定日を想定しづらくなるなど利便性等が十分向上していなかったりなどしていること、ま

た、利用状況を踏まえたシステムの維持管理費用の節減のための検討が十分でないことなど

によると認められる。

3 本院が表示する意見

国民の利便性の向上、国民負担の軽減、行政事務の効率化等を図るというワンストップ

サービスの目的を踏まえて、 4省庁において管理運営委員会による協議を通じるなどして、

ワンストップサービスに要する費用に対してその効果が十分得られるよう次のとおり意見を

表示する。

ア 都道府県及び自動車販売事業者等の協力を得るなどして、ワンストップサービスが購入

者に十分周知されるよう必要な措置を講ずるとともに、利用者の意見等を的確に捉えた方

策を講じ、また、システムの改善を図るなどして、利用者の利便性に資するワンストップ

サービスとなるよう改善を図ること

イ システム機器の更新等を行う場合には、ワンストップサービスの利用状況や都道府県の

今後の意向等を十分勘案の上、機器等が的確な性能及び構成となるようにしたり、深夜の

時間帯等についてはシステムの利用状況を踏まえながら運用休止時間を適切に設定したり

するなどして、費用の節減を図ること

また、今後、ワンストップサービスの対象手続とすることとしている移転登録、継続検査

等への拡大の検討、現行のサービスの継続の可否等の検討を行う場合は、サービスの利用動

向の的確な把握、利用者からの意見の聴取とそのサービス内容への的確な反映等に十分留意

するとともに、その費用対効果を十分念頭に置く要がある。
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（ 9） 直轄港湾工事の監督業務等を行う港湾事務所等の業務量、業務内容等に応じて監督測

量船の配置を見直すことなどにより、その運用を効率的に行うよう改善の処置を要求

したもの

会計名及び科目 港湾整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（港

湾勘定））

（港湾整備勘定）（項）港湾事業費

（項）北海道港湾事業費

（項）沖縄港湾事業費

（項）港湾事業工事諸費

（特定港湾施設工事勘定）

（項）エネルギー港湾施設工事費

（項）鉄鋼港湾施設工事費

部 局 等 国土交通本省

監督測量船及び
用船の概要

直轄港湾工事の監督業務等を行うために、国土交通省が所有する船舶

及び民間会社等と契約して借り上げる船舶

監督測量船の隻
数及び国有財産
台帳価格

53隻 10億 9403万円（背景金額）（平成 19年度末現在）

年間運航日数が
75日未満と特
に少なくなって
いた監督測量船
の隻数及び国有
財産台帳価格

2隻 1億 1376万円（平成 19年度末現在）

【改善の処置を要求したものの全文】

監督測量船の効率的な運用等について

（平成 20年 10月 31日付け 国土交通大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 監督測量船等の概要

貴省は、港湾法（昭和 25年法律第 218号）の規定に基づき、港湾整備事業等の一環として、

港湾工事及び開発保全航路
（注 1）

の開発、保全等に係る国の直轄工事を毎年度多数実施しており、

これらの工事の監督等の業務（以下「監督業務等」という。）を行うために、国有財産としての

船舶（以下「監督測量船」という。）を平成 19年度末現在で 53隻（国有財産台帳価格計 10億

9403万余円）所有している。これらの監督測量船は、昭和 48年度から平成 8年度までの間

に建造されたもので、19年度においては、 8地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総

合事務局（以下「地方整備局等」という。）管内の計 42港湾事務所等
（注 2）

に配置されており、改造工

事が行われていた 1隻を除く 52隻の運航管理が行われている。

監督測量船の運航形態は、図 1のとおり、港湾事務所等の職員である船員が操船及び管理

を行う直営と、港湾事務所等が民間会社等と運航委託契約を締結して、その委託先の船員に

操船及び管理を行わせる運航委託とがあり、その運航目的は、上記の監督業務等のほか、震
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災等の災害発生時における港湾施設の緊急点検、緊急輸送活動の支援等となっている。

また、監督測量船が配置されていなかったり、配置されていても更に船舶が必要となって

いたりする港湾事務所等は、船舶を船員とともに借り上げる（以下「用船」という。）契約（以下

「用船契約」という。）を民間会社等と締結して、必要な日に限り用船をして業務を行ってい

る。そして、19年度におおむね 1年を契約期間として用船を行っている港湾事務所等は 24

事務所、契約件数は 30件となっている。

図 1 監督測量船及び用船の運航形態

注� 5港湾事務所等において複数の監督測量船が配置されて直営及び運航委託の両方を行って

いるために、監督測量船が配置されている港湾事務所等は 42か所となっている。

注� 12港湾事務所等において監督測量船及び用船により監督業務等を行っているために、いず

れかの運用を行っている港湾事務所等は 54か所となっている。

監督測量船の運航に係る費用（以下「運航管理費」という。）は、船員の人件費、燃料費、修

理費等で構成されており、用船に係る費用（以下「用船費」という。）は、船員の人件費、燃料

費、船舶の損料等で構成されている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、効率性等の観点から、監督測量船及び用船の運用が運航実績等からみて効率的に

行われているかなどに着眼して、監督測量船を運航管理し又は用船契約を締結している 54

港湾事務所等のうち 51港湾事務所等において、運航日数等に関する書類を確認するなどの

方法により会計実地検査を行うとともに、残りの 3港湾事務所等については、同様の書類の

提出を求めて検査を行った。

このほか、船舶を所有している民間会社等を対象として、用船契約の実現可能性について

のアンケート調査を外部の調査機関に委託して行った。

（検査の結果）

前記の監督測量船 53隻（国有財産台帳価格計 10億 9403万余円）及び用船契約 30件につい

て検査したところ、次のような状況が見受けられた。

� 監督測量船及び用船の運用状況並びに配置に係る検討

19年度に運用された監督測量船 52隻についてみると、 1隻当たりの年間運航日数は 39

日から 230日（平均 147.2日）、年間運航管理費は 1222万余円から 4981万余円、計 14億

2163万余円となっており、用船契約 30件についてみると、 1件当たりの年間運航日数は

13日から 279日（平均 101.7日）、年間用船費は 68万余円から 3691万余円、計 2億 2734

万余円となっていた。
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そして、監督測量船の年間運航日数と年間運航管理費との関係は図 2のとおりとなり、

年間運航管理費の大部分を占める人件費及び修理費が、業務日に船員を常時待機させる必

要があること、定期修理を年 1回行っていることなどから固定費的な経費となるために、

年間運航日数と年間運航管理費との間に相関関係はほとんど認められない。

図 2 監督測量船の年間運航日数と年間運航管理費の関係

一方、用船契約の年間運航日数と年間用船費との関係は図 3のとおりとなり、港湾事務

所等の業務量や業務内容等に応じて必要な日に限り用船をして運航させていること、運航

実績に応じて支払を行う単価契約であることから、年間用船費は年間運航日数に応じて変

動するものとなっていて相関関係が認められる。

図 3 用船契約の年間運航日数及び年間用船費

また、監督測量船の隻数及び用船契約の件数を年間運航日数別にみると、次表のとおり

となり、年間運航日数が 75日未満となっていた監督測量船が 2隻（国有財産台帳価格 1億

1376万余円）あるなど年間運航日数の少ない監督測量船がある一方、用船契約の中には、

年間運航日数の多いものもある状況となっていた。
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表 監督測量船及び用船の年間運航日数別隻数又は契約件数等 （単位：隻、件）

区分 75日
未満

75日
以上

100日
未満

100日
以上

125日
未満

125日
以上

150日
未満

150日
以上

175日
未満

175日
以上

200日
未満

200日
以上

225日
未満

225日
以上 計

平均
運航
日数
（日）

監督測量船 2 1 11 12 14 9 2 1 52 147.2

用 船 14 3 2 2 2 4 2 1 30 101.7

前記のとおり、監督測量船の運航管理費は運航日数に対して固定費的な傾向を示してお

り、用船費は変動費的な傾向を示していることから、より効率的な運用を行うためには、

参考図のとおり、年間運航日数が少ない監督測量船を用船の年間運航日数が多い港湾事務

所等へ切り替えて配置することが考えられる。例えば、年間運航日数の増加による監督測

量船の燃料費等の増加額よりも、年間運航日数の減少による用船費の減少額の方が大きく

なれば、運航管理費と用船費の合計費用が配置の切替前に比べて減少する場合がある。

（注） 監督測量船及び用船の運航実績等に基づき総トン数及び年間運航

日数を設定して、「港湾請負工事積算基準」（国土交通省港湾局制定）等

に基づき運航管理費を計算している。

（参 考 図） 効率的な運用についての概念図

したがって、監督測量船の配置に当たっては、港湾事務所等ごとの業務量の多寡、災害

発生時の必要性等の行政上の判断に加えて、より効率的な運用を実現していくための検討

が必要である。

なお、監督測量船に代えて用船を行うことの可能性について、本院が外部の調査機関に

委託して、船舶を所有している民間会社等に対するアンケート調査を実施した結果、過去

の監督測量船の運航日数が少ないことなどの条件に基づき選定した 16港湾
（注 3）

のすべてにお

いて、用船契約を可能とする民間会社等が存在することが確認された。

� 監督測量船の運用に係る方針の策定

監督測量船は、 8年度に 2隻が建造されて港湾事務所に配置されたものが最後となって

いる。その後、10年以上を経過して、各港湾事務所等の業務量、業務内容等は当時とは

変化しているものと思料される。
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貴省において、監督測量船の配置については、災害発生時の対応等を十分に認識して、

総合的に判断して適切に対応していくとしているものの、配置の考え方等を含む監督測量

船の運用方法を示す基本的な方針はこれまで定められていない。

したがって、今後は、災害発生時に緊急輸送活動の支援を行うなどの港湾事務所等の社

会的役割等を考慮するとともに、監督測量船をより効率的に運用するために、その運用に

ついての基本的な考え方を示す方針を策定する必要がある。

（改善を必要とする事態）

監督測量船をより効率的に運用するために、その配置を計画的に見直すことなどが十分に

行われていない事態は適切とは認められず、改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴省において、監督測量船の運用を効率的に行うよ

う、各港湾事務所等の業務量、業務内容等に応ずるなどして、全国的な配置の見直しを計画

的に行うことなどを定めた監督測量船の運用についての基本的な方針を策定していないこと

などによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

監督測量船の配置を含めた運用の在り方については、港湾事務所等の社会的役割等に加え

て、効率性も踏まえて、中長期的な視点から計画的に検討を行う必要がある。

ついては、貴省において、監督測量船の運用をより効率的に行うために、その全国的な配

置を計画的に検討して見直すことを含めた運用等に関する基本的な方針を策定して、地方整

備局等及び港湾事務所等への指示・指導を行うなどするよう改善の処置を要求する。

（注 1） 開発保全航路 港湾法の規定に基づき、港湾区域等以外の水域における船舶の交通を

確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、開発及び保全は

国土交通大臣が行うこととなっている。

（注 2） 42港湾事務所等 青森、釜石、秋田、酒田、小名浜、千葉、京浜、伏木富山、敦賀、

名古屋、三河、清水、四日市、神戸、舞鶴、和歌山、江差、函館、小樽、室蘭、苫

小牧、釧路、留萌、稚内各港湾事務所、八戸、塩釜、鹿島、新潟、金沢、広島、

境、高松、松山、小松島、高知、北九州、博多、熊本、那覇各港湾・空港整備事務

所、東京湾口、関門両航路事務所、十勝港湾事業所

（注 3） 16港湾 江差、室蘭、酒田、常陸那珂、直江津、伏木富山、七尾、金沢、御前崎、広

島、境、坂出、松山、徳島小松島、高知、八代各港

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1） 国営公園における臨時駐車場の占用許可に係る土地使用料について、その運営に係る

収支状況を反映して適正に算定するよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （部）雑収入 （款）国有財産利用収入

（項）国有財産貸付収入

部 局 等 5公園事務所

占用許可の根拠 都市公園法（昭和 31年法律第 79号）
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占用許可の相手
方

財団法人公園緑地管理財団

占用許可の概要 国営公園の臨時駐車場の運営のために、同駐車場に係る土地について

占用許可を与えて、占用許可の相手方から土地使用料を徴収するもの

占用許可に係る
土地使用料

312万余円（平成 15年度～19年度）

徴収できた土地
使用料

1870万円（平成 15年度～19年度）

1 臨時駐車場の運営の概要

� 臨時駐車場の概要

国土交通省は、都市公園法（昭和 31年法律第 79号）に基づき、都市公園の健全な発達を図

り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として国営公園の整備を進めており、平

成 19年度末現在で 16公園を一般の利用に供している。

国営公園には、車両で来園する利用者のために供用区域内に駐車場（以下「常設の駐車

場」という。）が整備されている。

一方、前記の 16公園のうち、東北、北陸、近畿、四国、九州各地方整備局管内の 5公

園
（注 1）

の各公園事務所（以下「 5公園事務所」という。）は、11年度以降、常設の駐車場が満車に

なることが予想されるときなどに計 23か所の臨時駐車場を順次開設している。

臨時駐車場は、国営公園の未供用区域に暫定的に開設されたり、供用区域内の緑地、道

路等に開設されたりしている。その開設に当たっては、 5公園事務所は、公園の維持管理

業務を委託している財団法人公園緑地管理財団（以下「財団」という。）に、都市公園法に基

づく土地の占用等の許可（以下「占用許可」という。）を与えて、財団から占用許可に係る土

地使用料を徴収している。

そして、財団は、駐車場利用者から常設の駐車場と同額（普通車 310円／日から 510円

／日、大型車 1,020円／日から 1,600円／日）の駐車料金を収受するとともに、交通誘導員

を配置するなどのための費用を負担して臨時駐車場を運営している。

（注 1） 5公園 国営みちのく杜の湖畔、国営越後丘陵、国営明石海峡、国営讃岐まんのう、

海の中道海浜各公園

� 土地使用料の算定

国営公園の施設の占用許可に係る使用料の額については、都市公園法施行規則（昭和 31

年建設省令第 30号）第 11条の規定により、都市公園の占用等の目的及び態様に応じて公正

妥当なものとするとされている。

そして、土地使用料の算定基準等については、国土交通省は、「都市公園法の一部改正

等について」（昭和 56年 10月建設省都市局公園緑地課長通達）により、国有財産法（昭和 23年法

律第 73号）による取扱いに準拠することとしている。この国有財産法による取扱いについ

ては、国以外の者に国有財産を使用させる場合等の基準として財務省が定めている「国の

庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準について」（昭和 33年蔵管第 1号大蔵

省管財局長通達。19年 1月以降は「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準につ

いて」（平成 19年財理第 243号））などによることととしている。これによれば、土地使用料

は、当該土地の相続税評価額に期待利回り
（注 2）

を乗じた額又は不動産鑑定士による鑑定評価額
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によるなどして 1�当たりの年額単価を算出して、これに占用許可の面積と年間総日数に
対する占用許可日数の割合を乗ずるなどして算定することになっている。

（注 2） 期待利回り 相手方の利用目的と類似する用途に供されている賃貸取引事例の貸付料

又は民間精通者の意見価格を相続税評価額で除したもの

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

前記のとおり、国営公園の施設の占用許可に係る使用料の額は、公正妥当なものとするこ

とが求められている。そこで、臨時駐車場について、経済性等の観点から、土地使用料が駐

車料金により生ずる収入と駐車場の運営費用との収支状況を反映して算定され、その額が適

正なものとなっているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、 5公園事務所の臨時駐車場 23か所において 15年度から 19年度までの間に行わ

れた占用許可 46件、これに係る土地使用料の徴収額計 312万余円を対象として、 3公園事

務所については占用許可書等の書類等により会計実地検査を行い、 2公園事務所については

これらの書類等の提出を受けて検査した。また、財団の収支状況については、国土交通省に

調査を求めて、その調査結果の内容を確認するなどの方法により調査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

5公園事務所における上記 46件の占用許可に係る土地使用料についてみると、 5公園事

務所は、前記の財務省の定めた基準に基づき、 1�当たりの年額単価を 161円から 900円と

算出していた。そして、これにそれぞれの占用許可の面積（552�から 28,750�）と年間総日
数に対する占用許可日数（ 1日から 362日）の割合を乗ずるなどして、土地使用料を 1,344円

から 319,814円、総額 312万余円と算定していた。

一方、財団における臨時駐車場の収支状況についてみると、財団は、駐車料金を収受する

一方、交通誘導員の配置、臨時駐車場から公園入場口までの連絡車両の運行、緑地及び道路

における駐車スペースの表示等の臨時駐車場の運営費用や土地使用料を支出していた。そし

て、財団における 15年度から 19年度までの臨時駐車場に係る駐車料金収入及び運営費用等

の経費を見ると、ほとんどの臨時駐車場で収入が支出を大幅に上回っており、駐車料金収入

が計 7589万余円であるのに対して、管理費を含めた支出が計 5712万余円となっていて、そ

の収支差額は計 1870万円と多額に上っていた。

このように、本件臨時駐車場に係る占用許可の相手方において収入が支出を大幅に上回っ

ており、それが土地使用料の額に反映されていない事態は適切とは認められず、改善の必要

があると認められた。

（徴収できた土地使用料）

財団における本件臨時駐車場の運営について、収入が支出を上回ることのないようにして

15年度から 19年度までの土地使用料を算定すると、収入が支出を下回る臨時駐車場の支出

超過額を考慮しても計 2189万余円となり、前記の徴収額 312万余円に対して計約 1870万円

を更に徴収することができたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、 5公園事務所において、臨時駐車場の運営に係る収支

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 656 ―



状況を把握していなかったこと、また、地方整備局等において、 5公園事務所における臨時

駐車場の運営状況を把握しておらず、適時適切な指導を行っていなかったことなどによると

認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、20年 9月に地方整備局等に対して

通知を発して、臨時駐車場の占用許可に当たっては、その運営に係る収支状況や支出の内容

等を把握の上、土地使用料が適正なものとなるように算定方法を改め、同月以降の占用許可

から適用することとする処置を講じた。

（ 2） 国土交通省所管の委託事業の実施に当たり、国の委託費と都道府県の事業経費等との

経理を明確に区分して、十分な根拠資料に基づく委託費の精算を行うことなどによ

り、委託費の会計経理を適正化するよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）国土交通本省

（項）国土調査費

部 局 等 国土交通本省

委託事業の概要 国土交通省所管事務に関する各種統計資料等の収集整備等

委託の相手方 12道府県知事

支 払 額 3億 6951万余円（平成 14年度～18年度）（10委託事業）

区分経理が行わ
れていないなど
のため根拠資料
により十分確認
することができ
なかった旅費、
人件費及び賃金
の支出額

5721万円（平成 14年度～18年度）（ 9委託事業）

1 国土交通省所管の委託事業の概要

� 委託事業の概要

国土交通省は、国土交通省設置法（平成 11年法律第 100号）第 3条、第 4条等の規定に基

づき、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整

備等の任務を達成するため様々な事務（法律の規定により都道府県知事に委託される法定

受託事務を含む。）を所掌している。

そして、国土交通省（外局、地方支分部局及び特別の機関を除く。以下「本省」という。）

は、上記事務の実施の一環として、都道府県知事に対して、法律の規定又は委託契約の締

結により建築動態統計調査、全国水需給動態調査等の多数の事業の実施を委託している

（以下、これらの都道府県知事に対する委託事業を「国土整備委託事業」という。）。

� 国土整備委託事業における委託費の交付、精算等の手続

本省と都道府県知事との間で締結された委託契約書、委託契約取扱要領、事務処理要領

等（以下、これらを合わせて「委託契約書等」という。）によると、国土整備委託事業の実施

に要する経費（以下「委託費」という。）の交付、精算等の手続及び委託費の経理は、おおむ

ね次のとおり行うものとされている。
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ア 都道府県知事は、法律の規定又は本省との間における委託契約の締結により国土整備

委託事業を実施して、事業を終了したときは、本省に対してその成果物、完了報告書等

とともに、当該委託調査等の実施に要した委託費の経費別内訳を記載した精算報告書を

提出する。

イ 本省は、精算報告書等を受理したときは、委託費の精算に係る審査等を行い、適正と

認めたときは、都道府県知事に対して、精算払いの場合には委託費の交付額の確定の手

続を行って当該額の交付を行い、概算払いの場合には当該額の確定の手続を行って委託

費の精算の手続を終了する。

ウ 都道府県知事は、委託費の経理に当たっては、別に帳簿を備えて、その収支を明らか

にすることとされている。

また、都道府県知事は、上記の帳簿及び委託費の支出内容を証する証拠書類（以下、

これらを合わせて「根拠資料」という。）を当該委託事業の終了年度の翌年度から 5年間整

備保管しなければならない。

さらに、委託契約書によると、本省は、必要と認めるときは、都道府県知事に対して、

委託費の経理状況について監査して、資料の提出を求めることができるとされている。

なお、本省は、国土整備委託事業のうち建築動態統計調査等の法定受託事務については

委託契約書を作成しない取扱いとしているため、委託費の経理の方法、根拠資料の 5年間

の整備保管等に関する明文の規定はないが、事業の性質、経理の適正性保持等の見地か

ら、委託契約書が作成される事業と同様の経理等を行うべきものと考えられている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、国土交通省及び 12道府県
（注 1）

において会計実地検査を行い、平成 14年度から 18年

度までの間に 12道府県において実施された建築動態統計調査等の計 10委託事業
（注 2）
（以下「10

委託事業」という。）について支払われた委託費を対象として、合規性等の観点から、委託費

の経理が適正に行われているかなどに着眼して、精算報告書等の書類により検査した。

上記の 10委託事業に係る 14年度から 18年度までの間の 12道府県における事業数
（注 3）

、交付

額及び精算額の年度別の推移は、次表のとおりとなっている。

表 12道府県における 10委託事業に係る委託費の精算額等の推移

年 度 事 業 数 交 付 額（円） 精 算 額（円）

平成 14 73 70,397,000 70,397,000

15 74 115,152,000 115,152,000

16 69 64,770,000 64,770,000

17 65 59,286,000 59,286,000

18 65 59,951,107 59,909,837

計 346 369,556,107 369,514,837

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり不適切な事態が見受けられた。

ア 12道府県における委託費の会計経理の状況

12道府県において、委託費の経理に当たり、その支出等を担当者の補助簿等に記録し
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ていた例は見受けられたものの、委託費の支出等を記録した正規の帳簿を備えて、当該帳

簿に委託費の支出等をその都度記録することにより、各道府県の事業（以下「県単独事業」

という。）、国庫補助事業等の経費と委託費とを委託事業ごとに明確に区分して経理（以下

「区分経理」という。）していた例はほとんど見受けられなかった。

すなわち、12道府県は、一部の例外的な場合を除き、県単独事業、国庫補助事業等の

経費と委託費とを区分することなく一体的に経理していた。そして、区分経理を行うこと

が比較的容易と思料される旅費、人件費及び臨時職員等に対する賃金等（以下「賃金」とい

う。）についても、区分経理を行っていた例はほとんど見受けられなかった。

そこで、12道府県が実施した 10委託事業の精算報告書に記載された旅費、人件費及び

賃金に係る根拠資料の有無等について更に検査した。

その結果、委託費について、区分経理が行われていないなどのため、精算報告書に記載

された旅費、人件費又は賃金の支出実績等を根拠資料により十分確認することができない

ものが、14年度から 18年度までの間に 12道府県が実施した計 9委託事業
（注 4）
（以下「 9委託

事業」という。）において、5721万余円見受けられた。

上記について事例を示すと、次のとおりである。

＜事例＞

A県は、平成 14年度から 18年度までの間に実施した港湾統計調査委託事業におい

て、当該委託事業の用務に係る出張旅費として計 7,741,000円を支出した旨を記載した

精算報告書を作成して本省に提出しており、本省ではこれに基づき、毎年度、当該委託

費の精算を行っていた。

しかし、検査の結果、同県は、当該委託費の計上された予算科目からの旅費の支出に

当たり、当該委託費と他の事業経費との経理を区分していなかった。そして、精算報告

書に記載されていた上記の旅費計 7,741,000円のうち計 4,876,710円については、当該委

託事業の実施と明確な関連性がある旅費の支出であることを根拠資料により十分確認す

ることはできなかった。他方、同県は、精算報告書の提出に当たり、毎年度とも、委託

費に計上できる専任の港湾統計調査員に対する賃金の支出額を記載していなかった。

さらに、12道府県の中には、文書管理規程上、委託費等の国庫金に関する会計書類の

保存期間が委託契約書で約定されている 5年よりも短期間となっていたものなども見受け

られた。

イ 本省における委託費の交付、精算等に係る審査及び指導の状況

前記のとおり、委託契約書によると、本省は、必要と認めるときは、都道府県知事に対

して、当該委託費の経理状況について監査して、資料の提出を求めることができるとされ

ている。

しかし、検査の結果、本省が 14年度から 18年度までの間に 12道府県において実施さ

れた 9委託事業に係る委託費の経理の状況等について実地の監査を実施した例はなく、ま

た、 9委託事業に係る委託費の経理の状況等について資料の提出を求めた例もほとんど見

受けられなかった。

以上のことから、本省は、各道府県における歳出予算科目、会計事務処理の方法、文書

管理規程等の内容等を含む委託費の会計経理の実態について必ずしも十分に把握しておら

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 659 ―



ず、委託費の交付、精算等に当たり、適切かつ十分な審査を行っていなかったと認められ

た。

上記ア及びイのように、 9委託事業に係る委託費について区分経理が行われていないなど

しているのに、本省がこのような会計経理の実態について十分把握することのないまま委託

費の交付、精算等を行っていた事態は適切とは認められず、改善を図る必要があると認めら

れた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。

ア 本省において、

� 委託契約書等の約定等が必ずしも明確なものではなく、委託費の経理に当たっては、

その支出等を記録する正規の帳簿を整備して、当該支出等を当該帳簿にその都度記録す

ることにより、委託事業ごとに他の事業経費との経理を明確に区分することなどを明示

していなかったこと

� 都道府県における歳出予算科目、会計事務処理の方法、文書管理規程の内容等を含む

委託費の会計経理についての実態把握が十分でなく、都道府県に対する次のような事項

についての周知徹底が十分でなかったこと

� 委託費については、その支出等を記録する正規の帳簿を整備して、当該支出等を当

該帳簿にその都度記録することにより、経理を明確に区分する必要があること

� 根拠資料については、各都道府県の文書管理規程における文書の保存期間にかかわ

らず、 5年間の整備及び保存を行う必要があること

� 精算報告書の作成及び提出に当たっては、十分な根拠資料に基づく委託費の経費別

の支出実績額を記載する必要があること

� 委託費からの旅費及び賃金の支出は、各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の

実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限る旨の周知徹底が十分でなかっ

たこと

イ 12道府県において、

� 委託費の区分経理、根拠資料の整備、保存等に関する委託契約書等の約定等の趣旨を

踏まえた委託費の適切な経理を行っていなかったこと

� 委託費の交付、精算等に当たり、必ずしも十分な根拠資料に基づくことのない経費別

内訳を記載した精算報告書を作成して、これを本省に提出するなどしていたこと

なお、上記のほか、本省において、都道府県が委託契約書等の約定等を踏まえた委託費の

適切な経理を行っていないと認めるときは、委託費を交付せず又は交付済みの委託費につい

てはその返還を求めることができる旨の約定等を整備していなかったことも、前記の事態の

一つの要因となっていたと認められた。

（注 1） 12道府県 北海道、京都府、青森、岩手、福島、栃木、群馬、長野、岐阜、愛知、和

歌山、大分各県

（注 2） 10委託事業 建築動態統計調査、建設工事統計調査、港湾統計調査、建築物等実態調

査、土地基本調査、土地基本調査（予備調査）、土地所有・利用実態調査、全国水需

給動態調査、地籍調査着手推進事業、水害統計調査各委託事業

（注 3） 事業数 10委託事業に係る 12道府県の各年度の受託事業数の計

（注 4） 9委託事業 10委託事業のうち、水害統計調査委託事業を除く 9委託事業
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3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、本省では、次のとおり、20年 9月以降、委託費の

会計経理の適正化を図るとともに、都道府県における委託費の会計経理の状況等の実態を十

分に把握して、委託費の交付、精算等に当たり適切な審査を行うための処置を講じた。

ア 委託契約書等の約定等を改定するなどして、委託費の経理に当たっては、正規の帳簿を

整備して、委託費の支出等を当該帳簿にその都度記録することにより、委託事業ごとに委

託費と他の事業経費との経理を明確に区分することなどを明示するとともに、今後、都道

府県がこれらの約定等に反する不適切な経理を行ったと認めるときは、委託費を交付せず

又は交付済みの委託費についてはその返還を求めることができることとした。

イ 都道府県に対して、上記のような委託契約書等の改定の主旨、すなわち、委託費の区分

経理を徹底すること、根拠資料については各都道府県の文書管理規程における文書の保存

期間にかかわらず 5年間の整備及び保存の徹底を図ること、精算報告書の作成及び提出に

当たっては十分な根拠資料に基づく経費別の支出実績額を記載することなどについて、文

書によりその周知徹底を図った。

ウ 委託費からの旅費及び賃金の支出は、各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実

施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限る旨を委託契約書等に明示するなど

した。

（ 3） まちづくり交付金事業の実施に当たり、交付対象事業の範囲についての基準等を明確

に示すことなどにより、事業が公平かつ効率的に行われるよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省

（項）揮発油税等財源都市環境整備事業費

（項）都市環境整備事業費

部 局 等 国土交通本省、13都府県

交 付 の 根 拠 都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）

交付金事業者
（事 業 主 体）

市 25、特別区 1、町 7 計 33事業主体

交付金事業の概
要

まちづくり交付金により、市町村が都市再生整備計画に基づき公共公

益施設等の整備事業や同事業の効果を増加させるために必要なイベン

ト等の事務又は事業を行うもの

市町村によって
交付対象事業の
適否に対する理
解が異なるなど
の事業に係る交
付対象事業費

44億 9860万余円（平成 16年度～19年度）

上記に対する交
付金相当額

15億 7349万円（背景金額）

1 事業の概要

� 都市再生整備計画とまちづくり交付金

国土交通省は、都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）に基づき、市町村（特別区を
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含む。以下同じ。）が都市再生整備計画（以下「整備計画」という。）を定めて、整備計画に基

づく事業等を実施する場合に、その経費に充てるために、平成 16年度から、予算の範囲

内で当該市町村に対してまちづくり交付金を交付しており、19年度までに交付された地

区は、773市区町村の 1,355地区、その交付金は約 7670億円に上っている。

整備計画は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区

域における当該公共公益施設の整備等に関する計画とされており、16年に閣議決定され

た都市再生基本方針等に基づき作成するものとされている。そして、同基本方針によれ

ば、整備計画は、身の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を推進することと

し、市町村の自主性を尊重して、地域の特性に応じて、地域の有形・無形の資源を活用し

た創意工夫を最大限発揮することを目指すものとするとされている。

また、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）に基づき、国の考え方、留意点等を示した「都

市再生特別措置法に基づき創設された全国都市再生の支援のための基本的枠組みについて

（技術的助言）」（平成 16年国都まち第 10号、国道政第 5号、国住備第 27号国土交通事務次官通

知）では、整備計画の目標は、市町村が自由に設定するとされ、整備計画に基づいて交付

されるまちづくり交付金は、市町村の自主性・裁量性を大幅に拡大した財政支援措置で、

市町村の提案する幅広い事業を対象にできるとされている。そして、計画の目標として、
にぎ

街なかの賑わいの再生、歴史的な街並みの再生による観光まちづくり、安全で安心できる

まちづくり、良好な居住環境による人口定着、街なか居住の再生等の例が示されている。

� 交付金の交付対象事業

まちづくり交付金交付要綱（平成 16年国都事第 1号、国道企第 6号、国住市第 25号国土交通

事務次官通知。以下「交付要綱」という。）によれば、まちづくり交付金の交付対象事業は、

基幹事業と提案事業に大別されている。基幹事業は、整備計画の目標を達成するために必

要な施設等の整備事業とされ、国土交通省が従来、個別の補助制度において支援してきた

道路、公園、下水道等の公共施設のほか、地域交流センター、観光交流センター等の整備

事業を交付対象としてメニュー化したもので、交付要件は従来の補助制度と同じ又は面積

や事業費の基準によるなどとされている。

また、提案事業は、基幹事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又

は事業で、市町村の自由な発想・提案に基づいて地域の実情を反映した幅広い事業の実施

が可能となっていて、交付要件も整備計画の目標を達成するために必要な事業等とされて

いる。この提案事業では、補助制度がない施設や、既存の補助制度の採択基準を満たして

いない施設も対象にでき、また、いわゆるソフト事業も対象になっている。

そして、国土交通省都市・地域整備局都市総合事業推進室が監修して市町村の参考図書

となっている「まちづくり交付金ハンドブック」（以下「ハンドブック」という。）には、事業

の具体的な例示や交付対象事業の適否等について同省の考えの一端が示されている。

� 交付金の交付手続

市町村は、まちづくり交付金を充てて整備計画に基づく事業を実施しようとするとき

は、都市再生特別措置法により、当該整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない

こととなっている。そして、国土交通大臣は、交付要綱により、当該整備計画に対するま

ちづくり交付金の交付及び交付限度額について判断して、その結果を当該市町村に通知す

ることとなっており、その交付額は交付対象事業費の合計額のおおむね 4割、交付期間は
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整備計画ごとにおおむね 3年から 5年となっている。

国土交通大臣がまちづくり交付金の交付を判断するに当たっては、「まちづくり交付金

に係る客観的評価基準について」（平成 16年国都事第 8号、国道地環第 9号、国住市第 71号国

土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長、道路局地方道・環境課長、住宅局市街地建築課長

通知）に基づいて、整備計画が効果的・効率的かどうかなどの観点から、整備計画の目標

と事業内容の整合性が確保されているかなどの項目について評価することとされている。

また、まちづくり交付金交付申請等要領（平成 16年国都まち第 43号、国住市第 82― 2号国土交

通事務次官通知）によれば、市町村は、都道府県知事に交付金交付申請書を提出し、都道府

県知事は、交付金事業の目的及び内容が適正であるかなどを審査して、交付金を交付すべ

きものと認めたときは、交付金交付申請書とともに交付金交付申請（市町村）報告書を地方

整備局長等に提出することとされている（政令指定都市は、地方整備局長等に直接提出し

て、同局長等が審査する。）。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

まちづくり交付金は、国土交通省の重要な施策を推進するものとして、16年度の制度創

設以来毎年度多額の交付がされている。

その中で、前記のとおり、整備計画の作成及び交付対象事業の内容については、市町村の

提案で幅広い事業等が実施できるなど、市町村の自主性・裁量性が高いものになっている。

そして、交付要綱におけるまちづくり交付金の交付要件は、基幹事業については一定の採択

基準等が定められているものの、提案事業については整備計画の目標を達成するために必要

な事業等に要する費用とされているなど、基本的な要件が定められるにとどまっている。

そこで、効率性等の観点から、市町村の間で交付対象事業の範囲の取扱いが異なっていな

いか、整備計画の目標達成に資するものとなっているかなどの点に着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

28都道府県
（注）

管内の 527市区町村が 16年度以降整備計画を作成した 949地区のうち、提案

事業の割合が多いなどの 324市区町村の 567地区（交付対象事業費計 6950億 9142万余円、

交付金相当額計 3122億 6234万余円）を検査の対象とした。そして、これらの事業主体にお

いて、整備計画、交付申請書等の内容を確認するなどして会計実地検査を行った。

（注） 28都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、宮城、茨城、群馬、埼玉、千葉、神奈

川、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、愛知、三重、兵庫、島根、広島、山口、徳島、

愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分各県

（検査の結果）

検査したところ、交付対象事業について次のような事態が見受けられた。

� 市町村の庁舎又は消防署等の整備事業を交付対象としていたもの

1町 1地区では町の庁舎を、 8市町 8地区では消防署等の整備事業をそれぞれ提案事業

として交付対象としており、その交付対象額は計 39億 0539万余円、これに対する交付金

相当額は計 13億 3810万余円となっていた。

そして、上記の 9市町が、庁舎又は消防署等の整備事業を交付対象としていたのは、庁

舎については、旧庁舎のあった場所に観光交流センターを建設することとしたために庁舎

を他の場所に整備する必要があったものであること、また、消防署等については、安全・
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安心なまちづくりに必要なものであることなど、いずれも整備計画の目標達成に資するも

のであることによるとしていた。

しかし、市町村の庁舎や消防署等は、基本的に市町村固有の基礎的行政サービスを提供

するための施設である。そして、これらの施設は、まちづくり交付金による事業を行わな

くても必要となるものであるとともに、一般に、これらの施設の大部分は、執務室や書庫

又は通信室や機械室、車庫、訓練室など地域住民等の利用に供するためのものでないこと

からすると、まちづくり交付金制度の主眼である身の回りの生活の質の向上と地域経済・

社会の活性化に寄与する度合いには限りがあると考えられる。したがって、これらの施設

全体を交付対象とすることについては検討の余地があるものと思料される。

この点について、ハンドブックでは、基幹事業で整備される地域交流センター等に併設

される形での生活利便施設としての市役所窓口については提案事業として計上できるとし

ているが、市町村の庁舎や消防署等の取扱いについては明記されていない。

そして、上記 9地区のほかに、整備計画の地区内において計画期間中に庁舎又は消防署

を整備する地区が 16市区町の 16地区あったが、これら市区町は、自己財源（一般財源）で

設置すべきものであるなどとして、その整備事業を交付金の対象にはしておらず、市町村

の間で庁舎や消防署等の整備を交付対象事業としたりしていなかったりしていて、取扱い

に差異がある状況となっていた。

＜事例 1＞

A市の B地区では、常時各種講習会等を行うことができ、自主防災組織への支援の

強化が図られ、地域住民が主体となる安全・安心なまちづくりの実現につながるとし

て、消防拠点の新設事業を実施することとしている。この新設事業は、平成 18、19両

年度に、基幹事業で防災備蓄倉庫、耐震性貯水槽及び防災広場を整備するとともに、提

案事業で消防署の整備を行うものである。これらの工事費 1,523,865,000円のうち、消

防署の整備に係る工事費は 1,390,877,017円で、同市は、この全額を交付対象としてい

た。

� 施設の維持管理費又は従前からのお祭り・イベント等の経費を交付対象としていたもの

25市区町の 29地区では、既存の施設の管理運営委託に係る経費、公園の植栽等の維持

管理に係る経費や、従前から行われているお祭りや各種イベント等の経費を提案事業の交

付対象としていて、その交付対象額は計 5億 9321万余円、これに対する交付金相当額は

2億 3538万余円となっていた。

上記の 25市区町が、これらの経費について交付対象としていたのは、規模や内容を拡

充するなどしていて、整備計画の目標に合致するものであること、目標達成のための調

査・実験と位置付けられるものであることなどによるとしていた。

この点について、ハンドブックでは、維持管理費や従前から行われているお祭り・イベ

ント等の経費等、まちづくり交付金による事業を実施しない場合でも必要となる経常的な

経費については、整備計画の目標達成に資するものと認められないため、まちづくり交付

金による事業の対象外となるとしている。そして、規模や内容を拡充するなどした場合の

取扱いについては明記されていないが、そのような場合に当該経費の全額を交付対象とす

ることについては、上記のハンドブックの記述の趣旨を踏まえて検討する必要があると思

料される。
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そして、190市区町村の 260地区では、上記のハンドブックの記述等から、既存の施設

の維持管理費や従前から行われているお祭り・イベント等の経費はまちづくり交付金の対

象にしておらず、市町村の間でこれらの経費を交付対象事業費としたりしていなかったり

していて、取扱いに差異がある状況となっていた。

＜事例 2＞

C市は、物産展示、観光案内等を行うふるさと館を平成 15年度に設けて、その管理

運営業務を同市の観光協会に委託している。そして、同市は、17年度からの D地区の

整備計画において、このふるさと館の管理運営業務について、物産の紹介等にとどまら

ず、新たにコンサートなどのイベントも行うこととして、同業務を提案事業に含めて、

17年度から 19年度までの間にその委託費計 34,389,000円（交付金相当額 13,755,600円）

の全額を交付対象としていた。

このように、まちづくり交付金制度は幅広い事業等の実施が可能ではあるが、市町村の

間で交付対象事業の適否に対する理解が異なり、交付対象の範囲に差異が生じたり、整備

計画の目標達成への寄与度が必ずしも高くないと考えられる事業等があったりしている事

態は、限られた予算の範囲内で交付されるまちづくり交付金の公平かつ効率的な執行を阻

害することになるもので、適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、まちづくり交付金が市町村の自

主性・裁量性を尊重する新しい交付金制度であることや、制度創設当初よりどのような事業

が提案されるか予測することが困難であったことから、これまで交付要綱等で交付対象の範

囲に係る明確な基準等を示しておらず、ハンドブックで記述されているものも、その記述の

位置付けや根拠は必ずしも明確でなく、内容的にも部分的なものとなっていること、地方整

備局等や都道府県が整備計画に対するまちづくり交付金の交付及び交付限度額の判断や交付

申請に対する審査を行う際に、上記の基準等が示されていないこともあって、整備計画に盛

り込まれた事業の内容等について、十分検討しないまま適切と判断してきたことなどによる

と認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、市町村によって交付対象の適否に対

する理解が区々とならないよう、また、交付対象事業が整備計画の目標達成により資するも

のとなるよう、20年 9月に、次のとおり、市町村の庁舎又は消防署等の整備事業費、施設

の維持管理費及びお祭り・イベント等の経費について、交付対象事業費として計上できる範

囲をより明確にした基準等を取りまとめるとともに、その基準等を明示した通知を発して、

地方整備局等及び都道府県並びに市町村に周知・徹底する処置を講じた。

ア 市町村の庁舎又は消防署等の整備事業費について

基礎的行政サービスを提供するための施設として通常有すべき水準を超える利便性等の

確保に要するものである場合に限り、その水準を超える整備等を行うのに要する費用を交

付対象事業費に計上できる。

イ 施設の維持管理費及びお祭り・イベント等の経費について

既存の施設に対して新たな機能の導入、拡張、強化等を図るために行う改修に要する経

費については交付対象事業費に計上できるが、単に施設等の経年的な劣化に対応するため

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 665 ―



の原状回復を行う維持・修繕に要する経費や日常的な施設の管理・運営に係る人件費等の

維持管理費については、交付対象事業費に計上できない。

また、従前から定例的に実施しているお祭り・イベント等の経費については、経済性や

集客性等、新たなものとして実施するよりも従前からのものに一部を活用することがより

有利と考えられる合理的な理由がある場合には、その全体経費のうち、従前から定例的に

実施している内容と同一の部分に係る経費以外の部分を交付対象事業費に計上できる。

（ 4） まちづくり交付金等による事業の実施に当たり、土地開発公社等が先行取得した用地

を地方公共団体が取得する場合の交付対象事業費の範囲が適切なものとなるよう改善

させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省

（項）住宅建設等事業費

（項）揮発油税等財源都市環境整備事業費

（項）都市環境整備事業費

部 局 等 国土交通本省、 5県

交 付 の 根 拠 都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）、地域における多様な需要

に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 17年法律

第 79号）

交付金事業者
（事 業 主 体）

県 1、市 5、計 6事業主体

交付金事業の概
要

まちづくり交付金及び地域住宅交付金により公園、広場等を整備する

ために、地方公共団体が土地開発公社等から事業用地を取得するもの

先行取得時と再
取得時の取得目
的が異なってい
るなどの事業用
地に係る交付対
象事業費

113億 7183万余円（平成 16年度～19年度）

過大になってい
た交付対象事業
費

79億 2733万余円（平成 16年度～19年度）

上記に対する交
付金相当額

28億 1274万円

1 事業の概要

� まちづくり交付金等の概要

国土交通省は、都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）に基づき、市町村（特別区を

含む。以下同じ。）が都市再生整備計画（以下「整備計画」という。）を定めて、整備計画に基

づく事業等を実施する場合に、その経費に充てるために、平成 16年度から、予算の範囲

内で当該市町村に対してまちづくり交付金を交付している。

まちづくり交付金は、市町村の自主性と創意工夫による都市再生を推進するために、市

町村の自主性・裁量性を大幅に拡大した財政支援措置で、国土交通省が従来、個別の補助

制度において支援してきた道路、公園等の公共施設等の整備を行う基幹事業のほか、市町
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村の提案する幅広い事業を交付対象にできるとされている。そして、この提案事業は、国

の補助制度がないものや、既存の補助制度の採択基準を満たしていないものも交付対象に

できることになっている（まちづくり交付金制度の趣旨、事業内容、交付手続等の概要に

ついては、前掲 661ページの「まちづくり交付金事業の実施に当たり、交付対象事業の範

囲についての基準等を明確に示すことなどにより、事業が公平かつ効率的に行われるよう

改善させたもの」参照）。

また、国土交通省は、まちづくり交付金のほかに、「地域における多様な需要に応じた

公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」（平成 17年法律第 79号）に基づき、地方公共

団体が地域住宅計画を定めて、同計画に基づく事業を実施する場合に、その経費に充てる

ために、17年度から、予算の範囲内で当該地方公共団体に対して地域住宅交付金を交付

している。この交付金は、まちづくり交付金と同様に、従来の公営住宅や公的賃貸住宅等

の個別補助制度を交付対象にした基幹事業と地方公共団体による提案事業があり、公園等

の整備も実施できることとなっている。

� 事業用地の再取得に対する国庫補助

地方公共団体は、道路、公園等の公共施設等を整備するために、従来、国庫補助事業に

より事業用地を取得している。

その取得方法には、�当該年度の予算をもって地方公共団体自らが土地所有者から事業
用地を買い取る方法と、�地方公共団体の土地取得に係る特別会計若しくは基金又は地方
公共団体が設立した土地開発公社（以下「公社等」という。）が地方公共団体の依頼によりあ

らかじめ事業用地を取得（以下「先行取得」という。）して、地方公共団体において後年度に

事業が予算化された時に公社等から当該事業用地を買い取る方法（以下「再取得」という。）

がある。

補助事業により事業用地を取得する場合は、原則として�の方法によるものとされてい
て、この場合の取得価額は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」（昭和 37年閣議決

定）等により、取得時の近傍類地の取引価格を勘案した額（以下「時価」という。）としてお

り、同額を補助対象事業費として補助基本額に計上することとなっている。

また、�の再取得には、国庫債務負担行為により複数年度の予算で実施する場合と、国
庫債務負担行為によらず単年度の予算で実施する場合がある。このうち、国庫債務負担行

為による再取得の場合は、国が先行取得に際してその必要性を認めているもので、補助基

本額は、「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得す

る場合の取扱いについて」（平成 13年国総国調第 88号国土交通事務次官通知）により、再取得

時までに公社等が要した、�先行取得に係る土地の取得費、�当該土地に存する物件の移
転等に要した補償費、�先行取得に伴う公社等の事務費、�当該土地を管理するために要
した直接管理費及び�公社等が先行取得した際の借入金に係る利子支払額の合計額（以下
「再取得時までに公社等が要した費用」という。）を計上できることとなっている。

一方、国庫債務負担行為によらない場合は、先行取得を行うことについて国の関与はな

く、地方公共団体の自主的な判断で先行取得が行われることになる。そして、当該先行取

得用地を再取得する場合、国土交通省都市・地域整備局所管事業において、街路事業に

あっては、「街路事業に係る用地先行取得国庫債務負担行為等の取扱いについて」（平成 2

年都街発第 7号建設省都市局街路課長通達。平成 17年国都街第 84号最終改正。以下「通達」とい
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う。）によることとなっており、また、公園等の事業にあっては、通達を準用することにし

ている。

通達では、上記の場合の補助基本額は、再取得時の時価に物件の移転等に要した補償費

及び公社等の事務費を加えた額と再取得時までに公社等が要した費用とのいずれか低い額

となっている。ただし、近傍類地の取引価格が下落局面にある場合においても、市街化の

進展が著しく、建物の建築が進むことで、用地交渉が困難となり、事業費の増大が見込ま

れるときなど、先行取得を行うことについて合理的な理由のあるときは、国庫債務負担行

為により先行取得する場合と同様に、再取得時までに公社等が要した費用を補助基本額に

計上できることとなっている。

そして、通達の適用は、当該事業用地が、先行取得時において都市計画決定がなされて

いて、用途が確定している土地であって、かつ、再取得時の目的がその先行取得時の目的

と同一である場合となっており、再取得時の目的が先行取得時の目的と異なる場合は、通

達は適用されないため、再取得として扱うのではなく、前記の�と同じ扱いをすることと

なり、補助基本額は再取得時の時価となる。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

まちづくり交付金及び地域住宅交付金（以下、両者を合わせて「交付金」という。）は地方公

共団体の自主性・裁量性が高い新しい制度となっており、事業主体の提案により幅広い事業

の実施が可能になっているが、一方、事業用地の再取得に対する国庫補助の準則は前記のと

おりとなっているところである。

また、地価の動向は、三大都市圏においては、昭和 61年頃から平成 3年までは急激に上

昇しているが 4年以降は相当な下落に転じており、地方圏においては、 4年までは上昇して

いるが、 5年以降下落傾向が続いている状況である。

そこで、効率性等の観点から、交付金による事業（以下「交付金事業」という。）で再取得を

行った事業用地について、地価の下落傾向が続いている中で、その交付対象事業費の算定が

通達等の趣旨を踏まえて適切に行われているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

22都道府県
（注 1）

管内の 121事業主体が、16年度から 19年度までの間に交付金事業で公社等か

ら再取得を行った事業用地に係る 558契約（契約金額計 1213億 2566万余円、交付対象事業

費計 886億 2898万余円）を対象に、土地売買契約書、完了実績報告書等の書類により会計実

地検査を行った。

（注 1） 22都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、宮城、茨城、群馬、埼玉、千葉、神

奈川、新潟、石川、福井、山梨、愛知、兵庫、広島、徳島、愛媛、福岡、佐賀、長

崎各県

（検査の結果）

検査したところ、 5県
（注 2）

管内の 6事業主体の 13契約（契約金額計 113億 7187万余円、交付

対象事業費計 113億 7183万余円）において、�再取得時の取得目的が先行取得時の取得目的

と異なる事業用地、�先行取得時に都市計画決定がなされておらず、用途が確定していない

事業用地及び�先行取得を行うことについて通達に定める合理的な理由がない事業用地につ
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いて、再取得時までに公社等が要した費用を交付対象事業費に含めている事態が見受けられ

た（次表参照）。

これらは、前記の通達等によった場合、�及び�の事態については、再取得時の時価のみ
が交付対象事業費になり、また、�の事態については、再取得時の時価に物件の移転等に要
した補償費及び公社等の事務費を加えた額が交付対象事業費になる。そして、これによる

と、交付対象事業費は計 34億 4449万余円となり、計 79億 2733万余円（交付金相当額計 28

億 1274万余円）が過大になっている。

表 事業用地の再取得に係る交付対象事業費 （単位：�、千円）

事業
主体 交付金名

地区
名等

交付金事業（再取得） 先行取得

態様

通 達 等 に
よった場合
の交付対象
事業費（再
取得時の時
価等）
�

交付対象事
業費の差額
�－�

（交付金相
当額）

年度 契約
件数 面積

交付対象事
業費（再取
得時までに
公社等が要
した費用）
�

目的 年度 目的

A まちづく
り交付金 ア 平成 18 1 641.1 406,000

市街地整
備事業用
地

昭和 61
市街地整
備事業用
地

� 194,912 211,087
（84,434）

B まちづく
り交付金 イ 17～19 3 1,908.3 2,994,884

地域交流
センター
、広場用
地

平成
3、 5

都市計画
道路代替
用地

� 230,047 2,764,837
（963,943）

C まちづく
り交付金

ウ 16、17 1 2,520.9 677,763 広場用地 平成 8 広場用地 � 350,412 327,351
（130,940）

エ 17 1 244.4 42,835 道路用地 平成 8 公園用地 � 21,386 21,449
（8,579）

オ 18、19 2 4,443.5 1,608,361 公園、広場用地 昭和 49 街路事業代替用地 � 437,536 1,170,824
（214,967）

D まちづく
り交付金 カ 18 2 27,446.5 2,242,844 公園、緑地用地

平成
4、 8

公園、緑
地用地 � 472,402 1,770,442

（708,176）

E まちづく
り交付金 キ 16 1 1,228.0 1,309,810 公園用地 平成 6 文化施設用地 � 391,741 918,068

（367,227）

F 地域住宅
交付金 ク 18、19 2 54,221.0 2,089,334 公園用地 平成10～13 公園用地 � 1,346,056 743,277

（334,474）

計 13 92,654.0 11,371,834 3,444,496 7,927,338
（2,812,745）

（注） 金額は単位未満切り捨て、面積は小数第 2位以下切り捨てのため、計は一致しない。

上記について 1契約の事例を示すと、次のとおりである。

＜事例＞

B市は、イ地区において、平成 17年 3月に整備計画を策定して、17年度から 21年度

までの間に、まちづくり交付金により基幹事業として地域交流センター及び広場の整備等

を実施している。そして、当該地域交流センター及び広場の用地 1,279.0�について、B

市土地開発公社と 20億 5095万余円で契約して取得している。

この用地は、同公社が、同市からの依頼に基づき、 4年 3月に、都市計画道路の代替用

地として先行取得したものを、17年 9月に地域交流センター及び広場の用地として、同

市が再取得したものである。

そして、同市は、まちづくり交付金が幅広い事業の実施が可能になっていることから、

基幹事業の地域交流センター及び広場の整備事業費には再取得時の時価 1億 5987万余

円、利子支払額 5億 7749万余円、同公社の事務費 2883万余円及び直接管理費 284万余円
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計 7億 6905万余円を計上して、また、提案事業には先行取得価格から下落した再取得時

の時価を差し引いた額（以下「時価差額」という。）12億 8190万余円を計上して、合わせて

上記契約額 20億 5095万余円の全額を交付対象事業費（まちづくり交付金相当額 7億 9006

万余円）としていた。

しかし、本件再取得用地は、先行取得時と再取得時の取得目的が異なっており、前記の

通達等によった場合、再取得時の時価のみが交付対象事業費となることから、時価差額等

計 18億 9108万余円（まちづくり交付金相当額 6億 5931万余円）が過大になっている。

国土交通省は、これら 6事業主体から提出された整備計画等に基づいて交付金の交付及び

交付限度額を判断する際に、交付金事業は地方公共団体の裁量により幅広い事業が行える新

しい制度であることから、その事業用地の再取得については前記の通達等に準じた取扱いを

する必要はなく、時価差額等も整備計画等の目標を達成するために必要な事業に係る経費と

して交付対象事業費に含めることができると判断して、これを認めていた。

しかし、交付金事業は、地方公共団体の自主性・裁量性が高い制度であるとはいえ、当該

地方公共団体の判断で先行取得した事業用地の地価変動に伴う危険負担をすべて国が負う必

要はなく、また、国が負うこととした場合には、地方公共団体の自己責任による自律的な財

政運営を損なったり、地方公共団体において地価高騰時に先行取得した土地の交付金事業へ

の安易な転用使用等を招来したりするおそれも考えられる。

また、交付金の効率的使用の観点からは、時価差額等ではなく、整備計画等の目標達成に

資する他の事務・事業に交付金を充当する方がより効果的と考えられる。

したがって、国土交通省においては、地方公共団体の自主性・裁量性の高い交付金事業に

あっても、事業用地の再取得に係る交付対象事業費の範囲について、通達等の趣旨を踏まえ

て、街路、公園等の個別の補助制度による事業と同様に取り扱うこととして、適切に判断す

べきであったのに、前記のように、一貫した判断がなされず、交付金が過大になっている事

態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（注 2） 5県 宮城、茨城、埼玉、千葉、神奈川各県

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、交付金が地方公共団体の自主

性・裁量性を尊重する新しい制度であり、交付金事業が地方公共団体の裁量で幅広い事業を

実施できるものであることから、通達等の趣旨を踏まえた事業用地の再取得に係る交付対象

事業費の範囲についての検討が十分でないまま、交付金の交付及び交付限度額の判断がなさ

れていたことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、交付金事業による事業用地の再取得

に係る交付対象事業費の範囲が適切なものとなるよう、20年 9月に、街路、公園等の個別

の補助制度による事業と同様の基準等を取りまとめて、その基準等を明示した通知を発し

て、整備計画等に対する交付金の交付及び交付限度額の判断や交付申請に対する審査に係る

事務を行う地方整備局等及び都道府県並びに整備計画等を作成する地方公共団体に周知・徹

底する処置を講じた。
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（ 5） 高速道路料金を割引する社会実験に伴う高速道路株式会社の減収分を補てんする国の

負担額の算定に当たり、その算定方法を明確にすることにより負担額が適切なものと

なるよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）国土交通本省 （項）揮発油税等財源道路整備密接関

連事業費

道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定）） （項）道路事業費

部 局 等 6地方整備局等

契 約 の 概 要 高速道路料金を割引する社会実験の実施に伴う高速道路株式会社の減

収分を国が負担するもの

契約の相手方 2高速道路株式会社

契 約 12件 平成 20年 3月

上記の契約に係
る国の負担額

49億 4870万円（平成 19年度）

上記のうち過大
に支払われた負
担額

3億 2301万円

1 事業の概要

� 高速道路料金社会実験の概要

国土交通省は、平成 18年 12月に閣議決定された「道路特定財源の見直しに関する具体

策」を踏まえて、20年度以降に、既存高速道路ネットワークの効率的活用・機能強化を目

的とする高速道路料金の引下げなどの新たな措置を講ずるために、料金引下げが交通量に

与える効果・影響等を調査する高速道路料金社会実験（以下「社会実験」という。）を実施し

ている。

この社会実験は、 9地方整備局等
（注 1）

が 6高速道路株式会社
（注 2）

が管理する高速道路等におい

て、地域活性化の支援等として、一般道路に並行する高速道路を有効活用して一般道路の

慢性的な渋滞を解消・緩和するなどのために、ETC（有料道路自動料金収受システム）車載

器を取り付けた車両を対象に、特定区間において高速道路料金の深夜割引、通勤割引、平

日夕方割引等を行うものである。

9地方整備局等は、19年度にそれぞれの管内の路線を管理する 6高速道路株式会社と

「平成 19年度東北地方整備局管内高速道路の料金社会実験の実施に係る協定」等（以下「協

定」という。）を締結して、東北自動車道等 57自動車道において社会実験を実施している。

そして、 9地方整備局等では、協定に定める「高速道路の収入に影響を生じさせないた

めの措置」として、社会実験による高速道路料金の割引に伴う高速道路株式会社の料金収

入の減収分について負担している。

� 負担額の算定

国土交通省は、社会実験による高速道路料金の割引に伴う負担額の具体的な算定方法に

ついて協定等で定めることとしていなかったことから、 9地方整備局等はそれぞれの管内

の路線について 6高速道路株式会社と協議して以下のような算定方法により、19年度の

負担額を算出することとしている。

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 671 ―



負担額 ＝ 社会実験がなかった場合に想定
される料金収入 ― 社会実験期間中の料金収入

＝
社会実験が
なかった場
合の交通量

× 割引前の
料金 ―

社会実験期
間中の実績
交通量

× 割引後の
料金

9地方整備局等は、 6高速道路株式会社と上記の算定方法による負担額について確認書

を取り交わした上、23件の契約を締結して、負担額の総額 198億 5455万円を支払ってい

る。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、社会実験の実施に伴う負担額の算定方法は適切なものと

なっているかに着眼して、 9地方整備局等において、会計実地検査を行った。そして、19

年度の社会実験に伴う上記 23件の契約、契約金額 198億 5455万円を対象として、契約書、

確認書等の書類により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、 9地方整備局等のうち 6地方整備局等
（注 3）

が契約を締結している東日本高速

道路株式会社及び中日本高速道路株式会社における社会実験の実施に伴う負担額（12契約、

契約金額計 49億 4870万円）の算定方法について、次のような事態が見受けられた。

負担額の算定に当たっては、前記のとおり、社会実験がなかった場合に想定される料金収

入から、社会実験期間中の料金収入を差し引いて算定することとしているが、このうち社会

実験がなかった場合に想定される料金収入は、社会実験期間中の実績交通量に、割引前の料

金を乗じて算出していた。

社会実験がなかった
場合に想定される料
金収入

＝ 社会実験期間中の実績交通量 × 割引前の料金

しかし、通常、社会実験を行った場合に、一般道路を利用していた車両が料金割引に誘発

されて一般道路から高速道路に乗り換えることにより、社会実験がなかった場合に比べて交

通量が増加する（以下、この増加する交通量を「誘発交通量」という。）と想定されて、その増

加分については料金収入が多く算定されることとなる。

したがって、社会実験がなかった場合に想定される料金収入は、誘発交通量を考慮した交

通量により算出すべきであり、その交通量は、社会実験期間中の実績交通量と誘発率
（注 4）

を用い

て次式により算定すべきであると認められた（参考図参照）。

社会実験がなかった
場合に想定される料
金収入

＝
�
�
�

社会実験期間
中の実績交通
量

�
�
�
÷
�
�
�
誘発率

�
�
�

× 割引前の料金

＜事例＞

A地方整備局では、B高速道路株式会社と「平成 19年度 A地方整備局管内高速道路の

料金社会実験の実施に係る協定」を締結して、これに基づき、「A地方における深夜割引に

関する社会実験」等 3種類の社会実験を行っていた。そして、20年 3月に両者で、負担額

を 4億 7600万円と算定することについての確認書を取り交わして、同額を支払ってい
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た。しかし、負担額 4億 7600万円の算定に当たっては、社会実験がなかった場合に想定

される料金収入が、社会実験期間中の実績交通量と誘発率を用いて算定されたものとなっ

ておらず、誘発交通量が考慮されていなかった。そこで、誘発交通量を考慮して負担額を

算定すると、 4億 7600万円は 4億 3720万余円となり、3879万余円が過大に支払われて

いた。

このように、社会実験の負担額の算定に当たって、社会実験がなかった場合に想定される

料金収入について、誘発交通量を考慮することなく算定していた事態は適切とは認められ

ず、改善の必要があると認められた。

（過大に支払われた負担額）

上記により、12件の契約に係る負担額 49億 4870万円を修正計算すると、46億 2568万余

円となり、この差額 3億 2301万余円が過大に支払われていたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、地方整備局等が負担額を算定す

る際の具体的な算定方法を明確にしていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、20年 9月に、地方整備局等に対し

て通知を発して、社会実験の負担額を算定する際の具体的な算定方法を明確にして地方整備

局等に周知徹底するとともに、20年度契約からこれを適用することとする処置を講じた。

（注 1） 9地方整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局、

北海道開発局（札幌開発建設部）

（注 2） 6高速道路株式会社 東日本、中日本、西日本、首都、阪神、本州四国連絡各高速道

路株式会社

（注 3） 6地方整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿各地方整備局、北海道開発局（札幌

開発建設部）

（注 4） 誘発率 利用料金の変動に対する交通量の感応性を示す指標である弾性値と割引率に

より導かれる、社会実験がなかった場合の交通量に対する社会実験期間中の交通量

の割合

（参 考 図） 負担額の算定概念図

ア 誘発交通量を考慮していない算定方法

「負担額」＝「社会実験がなかった場合に想定される料金収入」（Q 2×R 1）

－「社会実験期間中の料金収入」（Q 2×R 2）
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イ 誘発交通量を考慮した算定方法

「負担額」＝「社会実験がなかった場合に想定される料金収入」（Q 1×R 1）

－「社会実験期間中の料金収入」（Q 2×R 2）

（ 6） 談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免

除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの

会計名及び科目 治水特別会計（治水勘定）（項）河川事業費

（特定多目的ダム建設工事勘定）

（項）多目的ダム建設事業費

部 局 等 国土交通本省

違約金請求の概
要

談合等により生じた損害の回復を図るために、契約条項に基づき請負

代金額等の一定割合に相当する額を受注者に対して請求するもの

課徴金減免制度
の概要

談合などの違反行為を行った事業者が公正取引委員会の調査開始日よ

りも前に違反事実を申告するなど法律に定められた要件を満たす場

合、当該事業者に対し公正取引委員会が課徴金の納付を免除又は減額

するもの

水門談合事件に
係る違反行為対
象契約において
違約金条項が付
されていた契約
及び契約金額

41件 165億 1821万余円（平成 15、16両年度）

上記のうち検査
の対象とした契
約及び契約金額

38件 160億 4161万余円

上記のうち課徴
金納付を免除さ
れた事業者と締
結した契約及び
契約金額

4件 31億 6417万円

1 談合等に係る違約金条項等の概要

� 談合等に係る違約金条項の制定

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の
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総合的な整備を図るため、道路、河川、下水道等の公共工事等を多数実施している。

近年、公共工事等における受注者等が、入札に当たり、私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第 3条の規定に違反

し談合を行ったとして、公正取引委員会から独占禁止法第 7条第 1項等に規定する排除措

置命令等を受けたり、刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 3に規定する競売入札妨害

罪、談合罪等の容疑で逮捕等されたりする事態（以下、法律の規定に違反するこれらの行

為を「談合等」という。）が数多く発生している。

上記のように、公共工事等の入札において談合等があった場合には、受注者等の不法行

為等による損害が国に生ずることとなるが、国土交通省は、国に生じた損害の回復を容易

にするとともに、談合等に対する抑止効果を期待して、平成 15年 5月に、同省発注の工

事及び建設コンサルタント業務等（以下「工事等」という。）の契約において、当該工事等に

関し談合等の不正行為を行った受注者に対し、請負代金額（契約締結後に請負代金額の変

更があった場合には、変更後の請負代金額。以下同じ。）等の 10分の 1に相当する額を違

約金として支払わせる違約金条項を制定し、同年 6月 1日以降に入札公告等の入札手続を

開始する契約に適用することとし、その旨を地方整備局に通達している。

その後、国土交通省は、同省等発注の鋼橋上部工事に関して大規模な談合行為が発生し

たことを踏まえ、17年 9月に、政府調達に関する協定（平成 7年条約第 23号）の適用を受け

る工事について、受注者の悪質性が特に際立っている場合には、請負代金額の 10分の 1

に相当する額の違約金に加え、請負代金額の 100分の 5に相当する額の違約金を支払わな

ければならないとするなど違約金条項の強化を行っている。

� 違約金条項の適用

国土交通省が定めた違約金条項では、受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、

同省と締結した契約について次のいずれかに該当したとき、受注者は違約金として請負代

金額の 10分の 1に相当する額などを支払わなければならないこととされている。

� 受注者が独占禁止法第 3条の規定に違反したことなどにより、公正取引委員会が受注

者に対し、独占禁止法第 7条の 2第 1項の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「課徴金

納付命令」という。）を行い、当該命令が確定したとき

� 受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第 96条の 3又は独占禁

止法第 89条第 1項若しくは第 95条第 1項第 1号に規定する刑が確定したとき

また、国土交通省は、公正取引委員会が受注者に対して行った課徴金納付命令が確定し

た場合、どの契約が課徴金納付命令の対象となったかを確認するため、公正取引委員会に

対し、課徴金納付命令の対象となった契約（以下「課徴金算定対象契約」という。）について

照会した後、課徴金算定対象契約であると認められた契約については、受注者に対して違

約金条項に基づく違約金の請求を行っている。

� 独占禁止法の改正

17年 4月に独占禁止法が改正（18年 1月施行）されたことにより、課徴金減免制度の導入

や審判手続等の見直しが行われるなど、独占禁止法の執行力・抑止力の強化が図られてい

る。
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ア 課徴金減免制度の導入

課徴金減免制度は、カルテルからの離脱インセンティブを与え、カルテルの発見、解

明を容易にして、競争秩序の早期回復を図るために導入されたもので、違反行為の実行

としての事業活動を行った事業者が自ら違反事実を申告するなど法律で定める要件に該

当すれば、当該事業者の課徴金を減免する制度である。

すなわち、課徴金を納付すべき事業者が、公正取引委員会規則で定めるところによ

り、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に

係る事実の報告及び資料の提出を行ったなどの要件に該当する場合には、公正取引委員

会は、独占禁止法第 7条の 2第 7項の規定に基づき、課徴金の納付を命じないものとす

るとされている。そして、公正取引委員会は、これにより課徴金の納付を命じないこと

としたときは、当該事業者に対し、文書をもってその旨を通知することとされている。

また、当該違反行為をした事業者のうち 2番目又は 3番目に公正取引委員会に上記の

報告等を行ったなどの要件に該当する場合には、公正取引委員会は、独占禁止法第 7条

の 2第 8項又は第 9項の規定に基づき、課徴金の額の一定割合を減額するものとすると

されている。

イ 課徴金減免制度の適用を受けた事業者名等の公表

公正取引委員会は、18年 9月に、「課徴金減免制度の適用を受けた事業者名等の取扱

いに関する方針」を定め、課徴金の納付を免除した事業者（以下「免除事業者」という。）又

は課徴金の額を減額した事業者（以下「減額事業者」という。）から申出があった場合、当

該事業者の名称、所在地、代表者名及び免除の事実又は減額の率を公表することとして

いる。

� 排除措置命令における認定事実

公正取引委員会は、独占禁止法第 3条等の規定に違反する談合などの行為があるとき

は、独占禁止法第 7条等の規定に基づき、事業者等に対し排除措置命令を行うことができ

ることとされている。そして、排除措置命令は、独占禁止法第 49条の規定に基づき、文

書によってこれを行い、排除措置命令書には、違反行為に関して公正取引委員会が認定し

た事実（以下「認定事実」という。）及びこれに対する法令の適用などを示さなければならな

いこととされている。そして、この認定事実には、違反行為者、違反行為の対象となった

契約の種類、発注者及び入札方法、違反行為があった期間等が含まれるが、個別の契約件

名、契約年月日等については示されない場合が多い。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

公正取引委員会は、18年 3月に、国土交通省が発注した水門設備工事の入札において談

合の疑いがあるとして、水門設備業者に立入り検査を実施し、19年 3月に、同工事におい

て談合があったとして、入札に参加した水門設備業者に対し、排除措置命令を行うとともに

課徴金納付命令を行っている。そして、排除措置命令書において、違反行為があったとされ

る期間に入札が行われていて、かつ、違反行為の対象となっていたとされている契約の種類

及び入札方法に該当する契約（以下「違反行為対象契約」という。）のうち、違約金条項が付さ

れているものは 41件（契約金額計 165億 1821万余円）となっている。
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そして、公正取引委員会は、19年 3月に、免除事業者及び減額事業者からの申出に基づ

き、上記の国土交通省発注の水門設備工事における談合事件（以下「水門談合事件」という。）

について、当該事業者名等を公表している。

また、課徴金減免制度は、競争秩序の早期回復を図るために導入された措置であるのに対

し、違約金条項は、談合等により被ることになる損害の早期回復などのために発注者が契約

上付するもので、両者は、それぞれ趣旨・目的が異なるものである。

このような状況を踏まえ、合規性、経済性、効率性等の観点から、水門談合事件に係る違

約金の請求は適切に行われているか、違約金条項は課徴金減免制度の導入を踏まえた適切な

内容となっているかなどに着眼して検査を実施した。

（検査の対象及び方法）

水門談合事件に係る違反行為対象契約において、違約金条項が付されていた前記 41件の

契約のうち、17年 6月に解散した 1社との契約 3件を除いた 38件の契約（契約金額計 160

億 4161万余円）を検査の対象とした。

検査に当たっては、水門談合事件に係る契約について本院が作成及び提出を求めた調書等

を分析するとともに、国土交通本省及び 2地方整備局
（注）

において、上記の契約に係る違約金の

請求状況等のほか、水門談合事件後の違約金条項の見直し状況について、会計実地検査を

行った。

（本件の検査の背景等については、後掲 945ページの「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出

資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」参照）

（注） 2地方整備局 中部、近畿両地方整備局

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

検査の対象とした 38件の契約のうち、課徴金算定対象契約は 34件であり、残りの 4件は

免除事業者 1社との契約となっていた（表 1及び表 2参照）。

表 1 課徴金算定対象契約並びに免除事業者及び減額事業者との契約の状況 （単位：件、千円）

区 分 検査対象契約 うち違約金を請求しているもの うち違約金が納入
されているもの

契約年月 件 数 契約金額 件 数 契約金額 違約金請求額 件 数 収納金額

課徴金算定対象
契約

15年 8月
～

17年 3月
34 12,877,441 34 12,877,441 1,287,744 34 1,287,744

う ち 減 額
事業者 2社
注�との契
約

15年 9月
～

17年 3月
7 3,169,582 7 3,169,582 316,958 7 316,958

免除事業者 1社
注�との契約

15年 8月
～

16年 8月
4 3,164,175 0 ― ― 0 ―

計 38 16,041,616 34 12,877,441 1,287,744 34 1,287,744

注� 減額事業者 2社 JFEエンジニアリング株式会社及び日立造船株式会社
注� 免除事業者 1社 三菱重工業株式会社
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表 2 免除事業者との契約の概要 （単位：千円）

地方整備局名 契約件名 契約方式 契約年月日 契約金額

東 北 月浜第一水門ゲート設備新
設工事 一般競争契約 16年 3月 24日 1,233,750

中 部 平成 15年度 美和ダム再開
発分派堰機械設備工事 指名競争契約 16年 1月 30日 565,425

近 畿

瀬田川洗堰本堰ゲート改修
工事 一般競争契約 15年 8月 25日 913,500

瀬田川洗堰本堰ゲート設備
改修工事 指名競争契約 16年 8月 4 日 451,500

計 3,164,175

課徴金算定対象契約 34件について、国土交通省は、19年 7月から 20年 2月までの間

に、違約金条項に基づき計 12億 8774万余円の違約金の請求を行い、いずれも請求後一月以

内に全額国庫に納入されていた。そして、この 34件（契約金額計 128億 7744万余円）のうち

7件（契約金額計 31億 6958万余円）は減額事業者 2社との契約に係るもので、納入された違

約金は計 3億 1695万余円であった。

一方、上記の減額事業者と同時に名称等が公表された免除事業者との契約 4件（契約金額

計 31億 6417万余円）については、独占禁止法の改正により課徴金減免制度が導入された 17

年 4月より前に締結されたものであり、免除事業者が減額事業者と同様に違反行為を行い国

が損害を被ることになっていても、国土交通省の違約金条項では、課徴金の納付が免除され

た場合には、受注者に対し違約金を請求する場合の条件（以下「請求条件」という。）には該当

しないとして、違約金の請求は行っていない。

しかし、受注者が課徴金減免制度の適用を受け、課徴金の納付を免除されても、発注者

は、談合により被った損害について、損害賠償請求等により適切に回復する必要がある。こ

のことに関し、国土交通省は、上記 4件の契約について、別途、損害賠償を請求することを

検討中であるとしている。

上記について、談合により生じた損害の回復という点からみると、違約金条項は、これを

契約書に付することにより、談合等が発覚した場合に、損害の発生及び損害額の証明を要す

ることなく、あらかじめ約定した一定の額の違約金の請求を行い、収納することを可能とす

るものである。また、違約金条項を付している場合、受注者が談合等を行っていないとして

違約金の支払に応じない場合も、発注者は違約金として請求する額について証明を要しない

ことから、早期に訴訟を提起することが可能となる。一方、違約金条項を契約書に付してい

ない場合、損害を回復するためには損害賠償等を請求することとなるが、損害額の算定が困

難であったり、提訴した場合に裁判が長期化したりなどして、早期かつ確実に損害を回復で

きないおそれがある。

このように、違約金条項は談合等により被った損害の早期回復に資するものであるが、国

土交通省は、独占禁止法の改正を受けて、免除事業者との契約についても違約金を請求でき

るよう検討してきたものの、排除措置命令書の違反行為対象契約の中には受注調整が行われ

ていない契約が含まれている可能性があるとして、水門談合事件後も工事の契約を多数締結

しているにもかかわらず、違約金条項の見直しには至っておらず、損害賠償を請求する方針

としていた。しかし、受注調整が行われていない契約が含まれている可能性があることによ

り受注者が違約金の請求に応じないおそれがあるにしても、免除事業者は、違反行為の実行

第
3
章

第
1
節

第
12

国
土
交
通
省

― 678 ―



としての事業活動を行ったことにより課徴金を納付すべき事業者とされた者が課徴金の納付

を免除されたもので、個別の契約について受注調整を行っているものがあるのであるから、

当該契約について、違約金条項に基づく速やかな損害の回復ができない状況となっている事

態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、上記のような事情はあったもの

の、損害の速やかな回復に資するための違約金条項の見直しがより重要であることについて

の認識が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、違約金条項の見直しを行い、20年

8月 1日以降に入札手続を開始する工事の契約から、違約金条項の請求条件に違反行為対象

契約に係る事項を追加するなどして、免除事業者に対しても違約金を請求することができる

よう処置を講じた。

（ 7） 道路管理データベースシステムを効率的、効果的に運用するため、道路管理に必要な

電気通信設備を確実に登録するよう改善させたもの

会計名及び科目 道路整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（道

路整備勘定））（項）道路事業費

（項）北海道道路事業費

（項）沖縄道路事業費

（項）道路環境整備事業費

（項）北海道道路環境整備事業費

（項）沖縄道路環境整備事業費

部 局 等 7地方整備局等、20国道事務所等

業 務 の 概 要 国道の維持、修繕等の道路管理に必要な道路施設の諸元、図面等の

データを登録した道路管理データベースシステムの更新を行わせるも

の

国道事務所等で
管理している電
気通信設備台数

8,228台

上記のうちデー
タベースシステ
ムに登録されて
いない台数

3,480台

データ更新業務
の全契約件数及
び業務費

50件 14億 9680万円（背景金額）（平成 18、19両年度）

上記のうち管理
している電気通
信設備の過半数
が登録されてい
ない国道事務所
等におけるデー
タ更新業務の契
約件数及び業務
費

11件 3億 1055万円
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1 業務の概要

� 道路管理の概要

国土交通省は、道路法（昭和 27年法律第 180号）に基づき、一般国道のうち政令で指定さ

れた区間の道路について、維持、修繕、災害復旧その他の管理（以下、これらを「道路管

理」という。）を行っている。

道路管理は、道路整備事業の継続的な実施に伴い、橋りょう、トンネル、道路照明等の

施設（以下、これらの施設を「道路施設」という。）数が増加していることから、その経済

的、効率的な実施が重要な課題となっている。

また、近年、道路施設においては、道路管理に必要な施設として、異常気象等の状況を

的確に把握する気象観測設備や災害、交通等の状況を常時観測できる CCTVシステム
（注 1）

等

の高度な IT技術を活用した電気通信設備の整備が進められており、これらの整備及び管

理に要する費用も多額なものとなっている。

� 道路管理データベースシステム更新業務の概要

ア 道路管理データベースシステムの概要

国土交通省は、道路施設に関する情報の一元化及び共有化を図るとともに、道路管理

の効率化及び高度化を図ることにより、災害時等において迅速な対応ができるように、

昭和 63年度から、全国的に統一した基本仕様による道路管理データベースシステム（以

下「道路管理 DBS」という。）を地方整備局等及び国道事務所等に導入している。

道路管理 DBSは、財団法人道路保全技術センター（以下「保全センター」という。）が開

発したシステムであり、道路施設の最新データを登録しておくことにより、地方整備局

等及び国道事務所等において、必要な道路施設の諸元、図面、写真等のデータの検索等

を瞬時に行い、道路施設の状況や道路防災に関する的確な情報を把握することができる

ようになっている。

上記の道路管理 DBSに登録する道路施設には、気象観測設備、CCTVシステム等の

電気通信設備が含まれている。

イ 道路管理 DBSのデータ更新業務

道路管理 DBSの機能を活用して迅速かつ的確な道路管理を行うためには、道路管理

DBSに常に最新の道路施設のデータが登録されている必要がある。そこで、地方整備

局等及び国道事務所等は、道路整備事業の実施に伴い整備された道路施設のうち、新た

に道路管理 DBSに登録する必要のある道路施設のデータ（以下「基本データ」という。）の

更新業務について、毎年度保全センター等と契約している。そして、その主な業務内容

は次のとおりである。

� 基本データ作成支援業務

保全センター等は、工事請負業者等が作成する基本データの数値、文字等の入力形

式や道路施設の構造、延長、面積等の入力内容と工事完成図書との整合性等について

の審査及び補正を行い、工事請負業者等が国道事務所等に基本データを成果品として

納品するまでの支援を行う。

� データ更新業務

保全センター等は、工事請負業者等から国道事務所等に納品された基本データを取

りまとめて、関連する道路施設のデータと整合性が保たれているかなどを総合的に審
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査した上、地方整備局等及び国道事務所等のサーバに蓄積されているデータの更新業

務を行う。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

近年、IT化の進展に伴い、気象観測設備、CCTVシステム等の高度な電気通信設備が道

路管理のために多数導入されている。そこで、有効性等の観点から、これらの電気通信設備

の基本データが道路管理 DBSに確実に登録されて、道路管理 DBSが効率的、効果的に運用

されているかなどに着眼して検査を行った。

（検査の対象及び方法）

本院は、 7地方整備局等
（注 2）

及び 20国道事務所等
（注 3）

において、平成 18、19両年度に実施した道

路管理 DBSのデータ更新業務 50件、これに係る業務費計 14億 9680万余円及び 20国道事

務所等が 19年度末現在で管理している電気通信設備 8,228台
（注 4）

を対象として、会計実地検査

を行った。検査に当たっては、地方整備局等及び国道事務所等と保全センター等との間で締

結された契約書等の書類により検査するとともに、必要に応じて現場に赴いて、道路管理

DBSの登録状況等、電気通信設備の管理状況等について検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、20国道事務所等が管理している電気通信設備 8,228台の道路管理 DBS

への登録状況等について、次のような事態が見受けられた。

すなわち、電気通信設備を整備する際の工事請負契約等においては、特記仕様書等によ

り、工事請負業者が基本データを作成することなどとされている。

しかし、基本データ作成の対象となる電気通信設備が明確でなかったことなどから、国道

事務所等の電気通信設備担当部局等において、道路管理の点から道路管理 DBSに登録する

必要があると認められる電気通信設備についての判断が区々となっていた。

一方、データ更新業務担当部局においても、電気通信設備担当部局等との連絡調整を十分

行っていなかったことから、支援業務及び更新業務の対象となる電気通信設備の整備状況を

把握していなかった。このため、電気通信設備の中に、道路管理 DBSに登録されていない

ものが多数見受けられた。

これらの結果、前記の電気通信設備計 8,228台のうち、基本データが道路管理 DBSに登

録されていない電気通信設備は計 3,480台
（注 5）

に上っていた。

そして、前記 20国道事務所等のうち、 5国道事務所等
（注 6）

においては、管理している電気通

信設備の過半数が道路管理 DBSに登録されておらず、これらの 5国道事務所等における

18、19両年度のデータ更新業務の契約件数及び業務費は、11件、 3億 1055万余円となって

いた。

＜事例＞

A国道事務所のデータ更新業務担当部局は、平成 18年度に道路管理 DBSデータ更新業

務を 23,205,000円で実施しており、一方、同事務所の電気通信設備担当部局は、同年度

に、凍結情報表示設備設置工事を工事費 34,965,000円で実施していた。同設備設置工事の

基本データについて電気通信設備担当部局は、凍結情報表示設備は道路管理 DBSに登録

する対象に該当しないとして、工事請負業者に対して基本データを作成するよう指示して

いなかった。また、データ更新業務担当部局は、同設備設置工事の詳細を把握していな
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かった。このため、工事請負業者は、データ更新業務に基づく基本データ作成のための支

援を受けておらず、凍結情報表示設備については、道路管理 DBSに登録されていなかっ

た。

しかし、凍結情報表示設備は、事故防止等の観点から、道路管理に必要な電気通信設備

であり、道路管理 DBSに登録する必要があると認められた。

このように、国道事務所等で管理している電気通信設備が、データ更新業務によって道路

管理 DBSに登録されずにデータが最新のものとなっていない事態は、その機能が十分発揮

されないことから道路管理に支障が生ずるおそれがあり、道路管理 DBSの効率的、効果的

な運用上、適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。

ア 国土交通省において、道路管理 DBSに登録する電気通信設備について対象を明確にし

ていなかったこと

イ 国道事務所等において、

� 電気通信設備の整備に当たり、基本データ作成の対象となる電気通信設備を特記仕様

書等に明記していなかったこと

� データ更新業務の実施に当たり、データ更新業務担当部局と電気通信設備担当部局等

との間の連絡調整が十分でなく、データ更新業務担当部局が業務の対象となる電気通信

設備の整備状況等について十分に把握していなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、20年 9月に地方整備局等に対して

通知を発して、道路管理に必要な電気通信設備が道路管理 DBSに確実に登録されて、道路

管理 DBSが効率的、効果的に運用されるよう次のような処置を講じた。

ア 電気通信設備について、道路管理 DBSに登録する対象を明確にして、道路管理 DBSに

確実に登録することとした。

イ 電気通信設備の整備に当たり、基本データ作成の対象となる電気通信設備を特記仕様書

等に明記することにより、基本データの作成を確実に行うこととした。

ウ データ更新業務の実施に当たり、データ更新業務担当部局が、業務の対象となる電気通

信設備について、その整備状況等の情報を確実に把握できるよう、データ更新業務担当部

局と電気通信設備担当部局等との間で緊密に連絡調整を行うこととした。

（注 1） CCTVシステム 地方整備局等及び国道事務所等管内の回線内において、CCTVカメ

ラから取得する画像情報等を共有する高度なシステム。CCTVは Closed Circuit

Tele Vision（閉回路テレビ）の略

（注 2） 7地方整備局等 東北、北陸、中国、四国、九州各地方整備局、北海道開発局、内閣

府沖縄総合事務局

（注 3） 20国道事務所等 仙台河川、磐城、東京、宇都宮、高田河川、富山河川、静岡、浜松

河川、三重河川、滋賀、松江、浜田河川、広島、土佐、佐賀、長崎河川、大隅河川

各国道事務所、帯広、稚内両開発建設部、北部国道事務所

（注 4） 電気通信設備の数量の単位は、テレメータ観測装置のように「台」、道路情報表示設備の

ように「基」等と様々であるため、表記上「台」で統一しており、数量については、国土交通

省制定の電気通信設備点検基準の設備区分ごとにしている。
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（注 5） 国土交通省制定の電気通信設備点検基準に基づく点検実績等により把握した台数であ

り、整備年度が不明なものも含まれている。

（注 6） 5国道事務所等 宇都宮、高田河川、静岡、滋賀各国道事務所、帯広開発建設部

（ 8） 航空交通管制機器等の保守業務費の積算を空港等が設置されている地域ごとの労務単

価に基づき適切なものとするよう改善させたもの

会計名及び科目 空港整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（空

港整備勘定））（項）空港等維持運営費

部 局 等 2地方航空局、 4航空交通管制部、 9空港事務所

契 約 名 平成 19年度福島空港他 4官署航空交通管制機器等保守請負等 15契約

契 約 の 概 要 国土交通省が設置及び管理をしている航空交通管制機器等の保守業務

を行うもの

契 約 金 額 15億 7096万円

契 約 平成 19年 4月 一般競争契約

保守業務費の積
算額

15億 8965万余円（平成 19年度）

低減できた保守
業務費の積算額

3480万円（平成 19年度）

1 保守業務等の概要

� 保守業務の概要

国土交通省は、航空保安業務の一環として、航空機の安全運航及び定時運行を図るなど

のために、航空保安無線施設及び管制施設で使用する機器等（以下「航空交通管制機器等」

という。）の設置及び管理を行っている。このうち航空交通管制機器等の管理の経緯につい

てみると、従来は国の職員である航空管制技術官が自ら航空交通管制機器等の保守業務を

実施していたが、中央省庁等改革基本法（平成 10年法律第 103号）において、「航空交通管制

に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること」と規定されたことから、平

成 13年度からは一般競争入札により保守業務の一部を民間に請け負わせること（以下、こ

のような請負を「保守請負」という。）にして、その対象となる施設を段階的に拡大させてい

る。

そして、国土交通省は、同省航空局制定の「航空交通管制機器等保守請負共通仕様書」等

により保守請負を実施させており、その実施に当たっては、請負人が、保守技術者を航空

交通管制機器等の所定の運用時間中に、空港、航空交通管制部及び航空路監視レーダー事

務所（以下、これらを合わせて「空港等」という。）に常駐又は巡回をさせて、航空交通管制

機器等の通常時の定期保守、障害発生時の緊急保守等を行っている。

� 保守業務費の積算

国土交通省は、保守請負に係る予定価格の積算を、同省航空局制定の「航空交通管制機

器等保守請負積算要領（暫定）」（以下「積算要領」という。）に基づき行うこととしている。積

算要領によると、上記予定価格の基礎となる積算価格の構成は下図のとおりとなってい

て、このうち直接業務費は、保守技術者の年間の延べ作業人数に同省が毎年度定める保守
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技術者の労務単価（以下「労務単価」という。）を乗ずるなどして人件費を算出して、これに

直接経費を加算して算出することとなっている。そして、保守業務費は、当該直接業務費

に諸経費を加算して積算することとなっている。

図 積算価格の構成

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

保守業務費の積算に当たっては、その大半を人件費が占めていることから、労務単価を適

切に設定することが重要である。そこで、経済性等の観点から、国土交通省が設定した労務

単価は、保守請負の実態及び地域の実情に基づく適切なものとなっているかなどに着眼して

検査を行った。

（検査の対象及び方法）

19年度に、保守請負を実施した 41空港等（常駐保守 31空港等
（注 1）

、巡回保守 10空港等
（注 2）

）に係

る 15契約、契約額計 15億 7096万余円を対象として、 2地方航空局、 4航空交通管制部及

び 9空港事務所
（注 3）

において、積算内訳書等の書類により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、上記の 15契約における保守業務費の積算額は計 15億 8965万余円と

なっていた。そして、当該保守業務費の積算で適用していた 19年度の労務単価は、以下の

ような経緯によって設定されたものとなっていた。

保守請負を開始以降、財団法人航空保安施設信頼性センター（以下「信頼性センター」とい

う。）1者のみが保守請負を実施していた。そして、国土交通省は、13、14両年度における

労務単価を空港ごとに設定していたが、信頼性センターの賃金支払状況を 14年 12月に調査

（以下「実態調査」という。）したところ、信頼性センターは勤務地による賃金差を設けずに賃

金を全国一律としていたことから、15年度からの労務単価を全国一律のものとしていた。

その後、国土交通省は、19年 1月に、前回と同様の実態調査を行い、この調査結果によ

る賃金が同種の作業に比べて適正な水準にあるかを検証するために、これを刊行物である積

算参考資料に掲載されている「通信工事技術者賃金実態調査」（以下「賃金調査」という。）の監

督・主任の賃金の全国平均額（以下「平均額」という。）と比較したところ、実態調査の結果は

適正な水準にあるとしていた。
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しかし、次のことなどから、労務単価は、全国一律に設定するのではなく、各地域の賃金

実態に基づき設定する必要があると認められた。

ア 国土交通省は、14年 12月における実態調査の結果に基づき、信頼性センターの賃金支

払状況に合わせて労務単価を 15年度から全国一律としていたが、保守請負は一般競争入

札により請負人を選定することから、信頼性センターの賃金支払状況に合わせて労務単価

を設定していることは適切ではないこと

イ 国土交通省は、17年度まで保守請負を地方航空局ごと及び航空交通管制部ごとに契約

していたが、18年度から保守請負のより一層の競争性を確保するために、保守業務の拠

点となる空港（以下「拠点空港」という。）ごとに契約していることから、労務単価を全国一

律に設定するのではなく、空港等が設置されている地域ごとの労務単価を使用すべきであ

ること

したがって、保守請負を拠点空港ごとに契約することになったのに、労務単価を全国一律

に設定していて、これを地域ごとに設定していない事態は適切とは認められず、改善の必要

があると認められた。

（低減できた保守業務費の積算額）

保守請負を実施している空港等のうち、 9空港等
（注 4）

は賃金調査の平均額より賃金が高い三大

都市圏（首都圏、中京圏、近畿圏）に設置されているが、残りの 32空港等
（注 5）

は賃金調査の平均

額より賃金が低い地域に設置されている。したがって、19年度の労務単価を空港等が設置

されている地域ごとの単価で修正計算すると、三大都市圏以外の地域に設置されている 32

空港等に係る保守業務費については、積算額が低減することになり、三大都市圏に設置され

ている 9空港等に係る積算額の増額分を考慮しても、本件保守業務費を計約 3480万円低減

できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、拠点空港ごとに保守請負を契約

しているのに、地域ごとに設定した労務単価を使用し保守業務費を積算するための配慮が十

分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、20年 9月に積算要領を改正して、

地域別の労務単価を設定して、同年 10月以降に積算する保守請負から適用する処置を講じ

た。

（注 1） 31空港等 福岡、那覇両航空交通管制部、新千歳、仙台、成田、東京、中部、小松、

大阪、松山、高知、福岡、北九州、長崎、宮崎、鹿児島、那覇各空港事務所、旭

川、福島、大館能代、山形、庄内、南紀白浜、山口宇部、佐賀各空港出張所、八

戸、石巻、いわき、大和、信太、加世田各航空路監視レーダー事務所

（注 2） 10空港等 札幌、東京両航空交通管制部、函館、新潟、関西、広島、高松、熊本、大

分、下地島各空港事務所

（注 3） 2地方航空局、 4航空交通管制部及び 9空港事務所 東京、大阪両航空局、札幌、東

京、福岡、那覇各航空交通管制部、新千歳、仙台、成田、東京、中部、大阪、福

岡、鹿児島、那覇各空港事務所
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（注 4） 9空港等 東京航空交通管制部、成田、東京、中部、大阪、関西各空港事務所、南紀

白浜空港出張所、大和、信太両航空路監視レーダー事務所

（注 5） 32空港等 札幌、福岡、那覇各航空交通管制部、新千歳、函館、仙台、新潟、小松、

広島、高松、松山、高知、福岡、北九州、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那

覇、下地島各空港事務所、旭川、福島、大館能代、山形、庄内、山口宇部、佐賀各

空港出張所、八戸、石巻、いわき、加世田各航空路監視レーダー事務所

（ 9） 航空管制用レーダーの定期整備請負契約に当たり、地方航空局等において定期的に交

換する部品の積算単価を統一的かつ適正に設定する仕組みを構築して、部品材料費の

積算を適切なものとするよう改善させたもの

会計名及び科目 空港整備特別会計（平成 20年度以降は社会資本整備事業特別会計（空

港整備勘定））（項）空港等維持運営費

（項）航空路整備事業費

部 局 等 18地方航空局等

契 約 名 名古屋 ASR駆動機構等定期整備等 89件

契 約 の 概 要 航空管制用レーダーの構成品のうち駆動機構、方位信号発生器等の早

期に経年劣化するものについて、定期的に部品の交換等を行うもの

契 約 金 額 89件 9億 2798万余円

契約の相手方 5会社

契 約 平成 17年 4月～19年 10月 随意契約

部品材料費の積
算額

3億 9244万余円（平成 17年度～19年度）

低減できた部品
材料費の積算額

2234万円（平成 17年度～19年度）

1 事業の概要

� 定期整備請負契約の概要

国土交通省は、航空交通の安全と円滑な運航を確保するための航空保安業務の一環とし

て、管制業務等を実施しており、管制業務等の円滑な実施を支援するために、航空管制用

レーダー等
（注 1）
（以下「レーダー」という。）の運用を行っている。そして、レーダーは、平成 19

年度末において全国の空港等に 7種類、計 67基設置されている。

レーダーは、電波を送受信する空中線装置、制御監視装置等から成っていて、これらの

装置は、駆動機構、方位信号発生器等の構成品から組み立てられたものとなっている（参

考図参照）。

27地方航空局等
（注 2）

は、レーダーの性能を維持することなどを目的として、レーダーの構

成品のうち駆動機構、方位信号発生器等の早期に経年劣化するものについて、各構成品の

使用年数等に応じて、定期的に分解、点検、部品の交換等を行う整備（以下「定期整備」と

いう。）を、レーダーの製造業者又はその代理人（以下「製造業者等」という。）に随意契約に

より請け負わせている。
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定期整備は、国土交通省航空局が構成品ごとに制定した共通仕様書（以下「共通仕様書」

という。）等に基づき行うこととされている。そして、共通仕様書においては、整備間隔、

整備内容及び定期的に交換する部品の規格・数量等が規定されている。

� 部品材料費の積算

定期整備を請負に付する場合の契約（以下「定期整備請負契約」という。）に係る予定価格

の積算に当たり、その積算の基礎となる標準費用は、国土交通省航空局が積算の統一及び

適正化を図ることなどを目的として制定した航空無線施設定期整備積算基準（昭和 63年空

無第 26号。以下「定期整備積算基準」という。）等に基づき積算することとされている。

定期整備積算基準によると、標準費用の一部である部品材料費の積算に当たり、その積

算の基礎となる部品の単価については、国土交通省航空局が制定した「航空無線工事積算

基準」（昭和 63年空無第 26号）及び「航空無線工事積算基準等運用指針」（昭和 63年空無第 26

号）に基づき積算することとされている。

これらによれば、刊行物である積算参考資料に掲載されていない部品の単価を積算する

場合は、 2者以上の専門業者等から見積りを徴して査定するなどした上で、これを実例価

格、市場価格等と比較検討して積算単価を設定することとされている。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

前記のとおり、定期整備請負契約に係る部品材料費の積算は積算の統一及び適正化を図る

ことなどを目的として制定された定期整備積算基準に基づき行うこととされている。

そこで、経済性等の観点から、部品材料費の積算が統一的かつ適正に行われているかなど

に着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、17年度から 19年度までの間に定期整備請負契約を締結した実績のあった 18地

方航空局等
（注 3）

において、共通仕様書に規格が規定されている部品を交換する構成品に係る 89

定期整備請負契約（契約金額計 9億 2798万余円）の部品材料費（積算額計 3億 9244万余円）を

対象として、国土交通本省及び 12地方航空局等
（注 4）

において、契約関係書類等により会計実地

検査を行い、残りの 6地方航空局等
（注 5）

については契約関係書類等を提出させて、これにより検

査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

すなわち、地方航空局等は、部品材料費の積算に当たり、レーダーの定期整備は当該レー

ダーの製造業者しか履行できない状況を踏まえて、当該レーダーの製造業者等から見積りを

徴して、これを査定し積算単価を設定しているだけで、他の地方航空局等の実例の積算単価

をすべて正確に把握することは困難であるとして、他の地方航空局等が設定した実例の積算

単価との比較検討を十分に行っていなかった。

そこで、前記の 89定期整備請負契約において交換した部品のうち、共通仕様書に規格が

規定されているものであって、かつ、同一年度内に 2契約以上において交換されたものにつ

いてみると、これに該当するものは 469種類、15,038点となっていた。これらについて、部

品の積算単価を比較したところ、264種類、10,522点については積算単価が同一であったも

のの、205種類、4,516点については同一規格であるにもかかわらず、その積算単価に開差
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が生じており、このうち最も廉価なものに対する高価なものの倍率が 1.5倍以上 2倍未満の

ものが 47種類、688点、 2倍以上のものが 110種類、2,500点となっていた。

＜事例＞

レーダーの構成品であるロータリージョイントのベアリングについてみると、その積算

単価は、大阪航空局及び仙台、鹿児島両空港事務所においては 4,374円である一方、福岡

空港事務所においてはその約 2倍の 8,667円となっていて、これらの開差は 4,293円と

なっていた。

このように、部品材料費の積算に当たり、同一規格である部品については、その積算単価

も統一的に設定すべきであるのに、積算単価に開差が生じている事態は適切とは認められ

ず、改善の必要があると認められた。

（低減できた部品材料費の積算額）

前記の積算単価に開差が生じている 205種類、4,516点の部品について、各年度及び各規

格ごとに、地方航空局等が設定した積算単価の中から最も廉価なものを用いて他の地方航空

局等の部品材料費を修正計算すると計 3億 7009万余円となり、前記の部品材料費の積算額

計 3億 9244万余円を 2234万余円低減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、地方航空局等における定期整備

で同一規格の部品が多数交換されているのに、地方航空局等において部品の積算単価を統一

的かつ適正に設定する仕組みを構築していなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、国土交通省は、20年 9月に、部品材料費の積算を

適切に行うために、定期整備積算基準を改正するとともに、統一的な積算単価を定期整備部

品材料価格表に設定するなどして、同年 10月以降に積算する定期整備請負契約から適用す

る処置を講じた。

（注 1） 航空管制用レーダー等 空港監視レーダー（ASR）、航空路監視レーダー（ARSR）、洋

上航空路監視レーダー（ORSR）、二次監視レーダー（SSR）、航空機位置情報表示装

置（APID）、空港面探知レーダー（ASDE）、精測進入レーダー（PAR）

（注 2） 27地方航空局等 東京、大阪両航空局、函館、仙台、新潟、成田、東京、中部、大

阪、関西、広島、松山、福岡、宮崎、鹿児島、那覇各空港事務所、帯広、富山、奄

美各空港出張所、八丈島、宮古両空港・航空路監視レーダー事務所、岡崎、平田、

土佐清水、加世田各航空路監視レーダー事務所、福岡、那覇両航空交通管制部

（注 3） 18地方航空局等 東京、大阪両航空局、仙台、新潟、成田、東京、中部、大阪、福

岡、宮崎、鹿児島、那覇各空港事務所、帯広、富山、奄美各空港出張所、八丈島空

港・航空路監視レーダー事務所、福岡、那覇両航空交通管制部

（注 4） 12地方航空局等 東京、大阪両航空局、仙台、新潟、成田、東京、大阪、福岡、鹿児

島、那覇各空港事務所、福岡、那覇両航空交通管制部

（注 5） 6地方航空局等 中部、宮崎両空港事務所、八丈島空港・航空路監視レーダー事務

所、帯広、富山、奄美各空港出張所
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（参 考 図）

航空管制用レーダーの概念図
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第13 環 境 省

不 当 事 項

補 助 金（818）（819）

（818）浄化槽設置整備事業において、架空の浄化槽設置工事に対して交付した助成金を補助

対象事業費に含めていたため国庫補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）環境本省 （項）廃棄物処理施設整備費

部 局 等 栃木県

補 助 の 根 拠 予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

栃木県那須塩原市（平成 16年 12月 31日以前は那須郡西那須野町）

補 助 事 業 浄化槽設置整備

補助事業の概要 浄化槽の設置又は改築を行う者に対して、これらに要する費用を市町

村等が助成する場合に、その費用の一部を国が補助するもの

事 業 費 149,487,000円（平成 15、16両年度）

上記に対する国
庫補助金交付額

49,829,000円

不当と認める事
業費

12,849,000円（平成 15、16両年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

4,283,000円（平成 15、16両年度）

1 補助金の概要

浄化槽設置整備事業費国庫補助金は、生活雑排水対策を推進する必要がある地域におい

て、浄化槽の計画的な整備を図るために、浄化槽の設置又は改築を行う者に対して、これら

に要する費用を市町村等が助成する場合に、その費用の一部を国が補助するものである。

栃木県那須塩原市（平成 16年 12月 31日以前は那須郡西那須野町）は、浄化槽を設置した

者に対して、合併処理浄化槽設置費補助金（以下「助成金」という。）を 15年度 40,713,000円

（設置基数 104基）、16年度 108,774,000円（同 282基）、計 149,487,000円（同 386基）交付し

ている。そして、上記の助成金交付額と同額を補助対象事業費として国に補助金の交付申請

を行い、この補助対象事業費に補助率 3分の 1を乗じた額 15年度 13,571,000円、16年度

36,258,000円、計 49,829,000円の国庫補助金の交付を受けていた。

2 検査の結果

本院は、那須塩原市において、合規性等の観点から、補助金交付の対象となった助成金の

交付申請書どおりに浄化槽が適正に設置されているかなどに着眼して会計実地検査を行っ

た。そして、助成金に係る交付申請書とその添付書類、実績報告書等の書類を精査するとと

もに現地の確認を行うなどして検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。

すなわち、前記 386基の浄化槽のうち 32基（15年度 15基、16年度 17基）は、同市の助成

金交付事務を担当する職員が、過去の助成金交付申請書の添付書類を複写するなどして偽造

した虚偽の交付申請書等により、助成金の交付を申請した架空の浄化槽設置工事に係るもの
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であった。そして、同職員は、上記の虚偽の申請に基づき、15、16両年度に助成金

12,849,000円を領得していた。

したがって、適正な補助対象事業費はこれら架空の浄化槽設置工事に係る補助対象事業費

を除いた 136,638,000円（15、16両年度）となり、前記の補助対象事業費 149,487,000円（15、

16両年度）との差額 12,849,000円が過大となっており、これに係る国庫補助金 4,283,000円

（15、16両年度）が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において、補助事業を適正に執行するための管理

機能が十分に働いていなかったことなどによるものと認められる。

（819）廃棄物処理施設整備事業の実施に当たり、仕様書で定めた設備能力についての確認が

十分でないまま施設の引渡しを受けたなどのため施設が所期の機能を発揮できず、補

助の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）環境省 （項）廃棄物処理施設整備費

部 局 等 鹿児島県

補 助 の 根 拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

鹿児島県日置郡市来町（平成 17年 10月 11日以降はいちき串木野市）

補 助 事 業 廃棄物処理施設整備

補助事業の概要 一般ごみと肉骨粉から燃料ガスを生成する施設と、このガスを主燃料

として発電する施設を整備するもの

事 業 費 860,788,765円（平成 14、15両年度）

補助対象事業費 745,566,560円（平成 14、15両年度）

上記に対する国
庫補助金交付額

247,938,000円

不当と認める補
助対象事業費

745,566,560円（平成 14、15両年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

247,938,000円（平成 14、15両年度）

1 補助事業の概要

廃棄物処理施設整備費国庫補助金は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律

第 137号）等に基づき、廃棄物の円滑かつ適正な処理を行うことにより生活環境の保全及び

公衆衛生の向上を図ることを目的として、ごみ処理施設等の廃棄物処理施設の整備を行う市

町村等に対して交付されるものである。そして、同法によると、国及び都道府県は、当該施

設の整備を行おうとする市町村等に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければな

らないこととされている。

本件補助事業は、鹿児島県日置郡市来町（平成 17年 10月 11日以降はいちき串木野市）

が、14、15両年度に、新技術を導入して一般ごみと肉骨粉を混合して処理する廃棄物処理

施設を総事業費 860,788,765円（補助対象事業費 745,566,560円、国庫補助金 247,938,000円）

で整備したものである。同施設は、一般ごみと肉骨粉を混合して処理することにより燃料ガ

スを発生させるためのごみ処理施設と、発生した燃料ガスを主燃料、軽油等を補助燃料とし
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て発電するための発電施設（最大 900kW）から成るものであり、本件補助事業は、これらの

施設のうち、ごみ処理施設及び発電した電力をごみ処理施設の自家消費に充てる分

（252kW）の発電施設の設置に必要な経費の一部を補助するものである。

なお、同町は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（15年 9月 30日以前

は新エネルギー・産業技術総合開発機構）から、上記の発電した電力が商用電源として売電

事業に供される発電機 4基分に相当する発電施設を対象として、地域新エネルギー導入促進

対策費補助金の交付を受けている（同機構の補助金に係る指摘事項については、後掲 825

ページの「地域新エネルギー導入促進事業で設置した発電施設が、ごみ処理施設から発電に

適した燃料ガスが供給されないため稼動することができず、補助の目的を達していないも

の」参照）。

そして、同町は、本件施設の建設工事等の契約を締結するに当たり、発注仕様書におい

て、 1日当たりごみ処理能力、ごみ処理施設から生成される燃料ガスの流量、組成等の条

件、燃料ガスを主燃料として発電を行う場合の発電出力等を定めていた。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性、有効性等の観点から、施設が発注仕様書どおりの能力を有していて、

計画どおりに稼働しているかなどに着眼して、いちき串木野市において、現地の状況を確

認するとともに、実績報告書等の関係書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

市来町が 16年 2月に発電施設の引渡しを受けた際には、ごみ処理施設で生成された燃

料ガスを使った引渡し確認試験は実施しておらず、また、同年 3月にごみ処理施設の引渡

しを受けた当時も、ごみ処理施設からは発電が可能となる燃料ガスが生成されていなかっ

たことから、生成ガスの燃料としての適格性を確認できていない状況であった。

そして、同町は、上記のとおり設備能力の確認ができていないのに、施設が完成したと

する検査調書を添付するなどして、鹿児島県に実績報告書を提出していた。

また、施設の引渡し以降、ごみ処理施設は低調な稼働状況となっており、ごみ処理施設

から生成される燃料ガスは燃料としての適格性を欠いていて、発電施設は燃料ガスによる

稼働ができない状況となっていた。

このような状況において、いちき串木野市は、本件施設の改善に向けた取組を行うとし

ていたものの、改良工事の費用が多額に上り、確実な効果も見込めないこと、基本設計業

者等の協力が得られないことなどから、改良工事等を行っておらず、全く改善のめどが立

たないため、依然としてごみ処理施設の稼働は低調であり、発電施設は稼働しないままと

なっていた。

したがって、本件補助事業で整備した施設は、一般ごみと肉骨粉を混合して処理するこ

とにより燃料ガスを生成して、これを主燃料として発電するという補助の目的を達してお

らず、これに係る国庫補助金 247,938,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、次のようなことなどによると認められる。

ア 市来町において、仕様書で定めた設備能力を十分確認しないまま施設の引渡しを受け

て、実績報告書を提出するなど、本件補助事業の適正な実施に対する認識を欠いていた

こと
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イ 環境省及び鹿児島県において、廃棄物処理施設整備事業の事業主体に対して、新技術

を導入して廃棄物処理施設を整備する際には十分検討を行う必要があることについての

周知が徹底していなかったこと

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 浄化槽整備事業において設置した浄化槽について、その効果を早急に発現させるとと

もに、適正に維持管理されているか確認するよう適宜の処置を要求し、同事業の適正

な執行が確保されるよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）環境本省 （項）廃棄物処理施設整備費

（項）離島振興事業費

（項）地域再生推進費

部 局 等 環境本省

補 助 の 根 拠 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律（平成 6年法律第 8

号）、地域再生法（平成 17年法律第 24号）、予算補助

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

市 126、町 45、村 6、計 177市町村

補 助 事 業 浄化槽設置整備

浄化槽市町村整備推進

補助事業の概要 浄化槽の設置又は改築を行う者に対してこれらに要する費用を市町村

が助成する事業又は市町村自らが浄化槽を整備する事業を行った場合

に、その費用の一部を国が補助するもの

国庫補助基本額 668億 3405万余円（平成 15年度～19年度）

上記に対する国
庫補助金等交付
額

227億 4254万余円

使用されておら
ずその効果が発
現していない浄
化槽に係る国庫
補助金等相当額

1億 2387万円（平成 15年度～18年度）

事業実施年度の
前年度以前に設
置が済んでいる
浄化槽に係る国
庫補助金等相当
額

8532万円（平成 15年度～19年度）

7条検査を受け
ていない浄化槽
に係る国庫補助
金等相当額

8億 1465万円（平成 15年度～18年度）

11条検査を受
けていない浄化
槽に係る国庫補
助金等相当額

28億 2344万円（平成 15年度～17年度）
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【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】

浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の実施について

（平成 20年 10月 20日付け 環境大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求し及び

是正改善の処置を求める。

記

1 事業の概要

� 浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の概要

貴省は、中山間地域など地形や集落形成の特性から公共下水道等の集合処理施設による

集合処理が適さない地域において、快適な住環境の形成及び公共用水域の水質保全を図

り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、し尿と台所、ふろ

などからの雑排水とを併せて処理する浄化槽の計画的な整備を実施する市町村（一部事務

組合を含む。以下同じ。）に対して助成を行っている。

浄化槽の整備事業には、「浄化槽設置整備事業実施要綱」（平成 6年衛浄第 65号厚生省生活

衛生局水道環境部長通知）に基づき、浄化槽の設置又は改築を行う者に対して、その設置又

は改築に要する費用を市町村が助成する浄化槽設置整備事業及び「浄化槽市町村整備推進

事業実施要綱」（平成 6年衛浄第 67号厚生省生活衛生局水道環境部長通知）に基づき、市町村自

らが浄化槽を整備する浄化槽市町村整備推進事業（以下、浄化槽設置整備事業と合わせて

「浄化槽整備事業」といい、両要綱を合わせて「実施要綱」という。）がある。そして、これら

の事業を実施する市町村に対して、貴省は平成 16年度
（注 1）

までは浄化槽整備事業費国庫補助

金を、17年度からは循環型社会形成推進交付金又は汚水処理施設整備交付金（以下、これ

らを合わせて「国庫補助金等」という。）を交付している。

（注 1） 17年度以降についても経過措置等のため一部の市町村に対して浄化槽整備事業費国庫補

助金が交付されている。

国庫補助金等は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律（平成 6年法律第 8号）

等に基づき、又は予算の範囲内で交付されることとなっており、その額は、浄化槽整備事

業費国庫補助金については「浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱」（平成 6年厚生省生衛第

902号厚生事務次官通知）等により、循環型社会形成推進交付金については「循環型社会形成

推進交付金交付要綱」（平成 17年環廃対発第 050411001号環境事務次官通知）等により、また、

汚水処理施設整備交付金については「汚水処理施設整備交付金交付要綱」（平成 17年 17農振

第 167号、国都下事第 18号、環廃対発第 050422003号、農林水産、国土交通及び環境各事務次官

通知）等（以下、前記の実施要綱とこれらを合わせて「要綱等」という。）により算定すること

となっている。そして、浄化槽整備事業においては、流入、放流に係る管きょ及びま
�

す
�

の

設置等に係る費用は補助の対象から除外されていることから、浄化槽利用者（浄化槽を設

置する住宅等を所有する個人等）が、便所、台所、ふろなどと浄化槽との間及び浄化槽と

放流先との間を接続する配管工事を自己の負担において実施することとされている。

� 浄化槽の維持管理等

浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの（以

下「浄化槽管理者」という。）は、浄化槽法（昭和 58年法律第 43号）第 7条第 1項の規定に基づ

き、浄化槽の使用開始後 3月を経過した日から 5月間（平成 18年 1月以前は 6月を経過し
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た日から 2月間）に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたかなどを判断するための水質

等の検査（以下「 7条検査」という。）と、浄化槽法第 11条第 1項の規定に基づき、浄化槽が

適正な維持管理により所期の処理機能が確保されているかなどを判断する毎年 1回の定期

検査（以下「11条検査」といい、 7条検査と合わせて「法定検査」という。）とを受検しなけれ

ばならないこととされている。

そして、法定検査は、都道府県知事の指定する検査機関（以下「指定検査機関」という。）

が実施することとされていて、17年度以降、指定検査機関は、すべての検査結果を都道

府県知事へ報告することとされている。また、17年度以降、都道府県知事は、法定検査

を受検しない浄化槽管理者に対して、法定検査を受けることを確保するために必要な指導

及び助言や、法定検査を受けるべき旨の勧告等を行うことができることとされている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

浄化槽は公共下水道のような管きょを必要とせず、地形の影響を受けることが少なくどこ

にでも設置できることから、特に、個々の家屋が離れている人口散在型の地域において積極

的な整備が行われている。

そこで、本院は、25都府県
（注 2）

の 190市町村において、合規性、有効性等の観点から、補助

事業が法令、要綱等に基づき適切に実施されているか、浄化槽の維持管理状況は適切か、設

置された浄化槽が効果を発現しているかなどに着眼して、会計実地検査を行った。そして、

15年度から 19年度までに国庫補助金等を受けて整備された浄化槽 138,719基、国庫補助基

本額
（注 3）

計 668億 3405万余円、国庫補助金等計 227億 4254万余円について、事業実績報告書等

の書類により検査を行った。

（注 2） 25都府県 東京都、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、

千葉、神奈川、富山、岐阜、静岡、滋賀、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福

岡、熊本、大分、鹿児島各県

（注 3） 国庫補助基本額 浄化槽の種類及び規模ごとに定められた基準額と対象経費の実支出

額とを比較して少ない方の額を選定して、その選定した額と総事業費から寄付金等

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

� 浄化槽が使用されていない事態

浄化槽は、設置後、速やかに便所、台所、ふろなどとの間及び放流先との間を接続する

配管工事を実施して、使用することによりその効果が発現されることになる。そこで、配

管工事が速やかに実施されて浄化槽が使用されているかについて検査したところ、20年

3月末現在で浄化槽設置後 1年以上経過しているのに、浄化槽利用者が便所、台所、ふろ

などの排水管等と浄化槽とを接続する配管工事を実施していないなどのため、浄化槽が使

用されておらず、設置した浄化槽の効果が発現していないものが 23都府県
（注 4）

の 73市町にお

いて、434基、国庫補助基本額計 3億 5279万余円、国庫補助金等相当額計 1億 2387万余

円見受けられた。

（注 4） 23都府県 東京都、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、

千葉、富山、岐阜、静岡、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡、熊本、大分、

鹿児島各県
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上記の事態について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 1＞

A県 B市は、平成 15年度から 18年度までの間に国庫補助金等計 6788万余円の交付

を受けて浄化槽 205基を整備している。このうち、同市が浄化槽市町村整備推進事業に

より 17年 12月に市内居住者 Cの住宅に設置した浄化槽について、同市は、要綱等で

接続の期限が定められていないことから、Cに対して接続の期限を 3年以内と説明して

いた。そのため、20年 3月末時点においても、Cは便所、台所、ふろなどの排水管等

と浄化槽とを接続する配管工事を実施しておらず、設置した浄化槽は使用されていな

かった。その結果、Cが居住する住宅から排出される生活雑排水は処理されないまま側

溝等に放流されており、設置した浄化槽の効果が発現していなかった。そして、これを

含めて前記 205基のうち 22基（国庫補助金等相当額計 907万余円）が同様の理由等によ

り 20年 3月末現在で設置後 1年以上、長いもので 4年経過しているのに宅内の排水管

等との接続が行われていないため、設置した浄化槽が使用されておらず、その効果が発

現していなかった。

� 補助事業の実施年度の前年度以前に設置が済んでいる浄化槽を補助対象としていた事態

一般に、国庫補助金等の交付対象となる事業は、財政法（昭和 22年法律第 34号）等の趣旨

を踏まえて事業実施年度に採択されたものとされているが、浄化槽整備事業については、

この点に関して要綱等に明記されていない。そこで、浄化槽の設置時期について検査した

ところ、事業実施年度の前年度以前に設置が済んでいる浄化槽に対して助成を行い、この

助成実績に基づき国庫補助金等の交付を受けていた事態が 6都県
（注 5）

の 15市町において 648

基、国庫補助基本額計 2億 5707万余円、国庫補助金等相当額計 8532万余円見受けられ

た。

（注 5） 6都県 東京都、栃木、岡山、福岡、熊本、大分各県

上記の事態について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 2＞

D県 E市は、平成 15年度から 19年度までの間に国庫補助金等計 1億 6200万円の交

付を受けて浄化槽 1,158基を整備している。このうち、同市が 17年度に市の補助金を

交付した市内居住者 Fが設置した浄化槽は、16年度に既に設置が済んでいて使用が開

始されていたものであった。しかし、同市は、要綱等において前年度に既に設置が済ん

でいるものは国庫補助金等の補助対象外であるということが明記されていないことか

ら、Fからの申請を補助の対象外とせずに市の補助金を交付した。そして、これを含め

て国庫補助金等の事業実績報告書を提出して、国庫補助金等の交付を受けていた。E市

において、このように前年度に設置が済んでいるものに対して同市の補助金を交付し

て、それを国庫補助金等の補助対象に含めていたのは、15年度から 19年度までの間で

計 49基（国庫補助金等相当額計 708万余円）となっていた。

� 浄化槽が適正に設置及び維持管理されているか確認ができていない事態

前記のとおり、浄化槽管理者は、浄化槽が適正に設置等がされているか、また、浄化槽

の所期の処理機能が確保されているかを確認するため、法定検査を受検しなければならな

いこととされている。そこで、設置された浄化槽の 7条検査の受検状況について検査した

ところ、23都府県
（注 6）

の 141市町村において、15年度から 18年度までの間に設置された浄化
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槽 111,279基のうち 5,138基（国庫補助基本額計 23億 0328万余円、国庫補助金等相当額計

8億 1465万余円）については、20年 3月末時点で 7条検査が行われておらず、適正な設置

等の確認ができていない状況となっていた。また、11条検査の受検状況について検査し

たところ、25都府県の 175市町村において、15年度から 17年度までの間に設置された浄

化槽 88,529基のうち 21,742基（国庫補助基本額計 84億 7138万余円、国庫補助金等相当額

計 28億 2344万余円）については、20年 3月末時点で 11条検査が設置後一度も行われて

おらず、適正に維持管理されているか確認ができていない状況となっていた。

（注 6） 23都府県 東京都、京都府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、千葉、神

奈川、富山、岐阜、静岡、滋賀、和歌山、岡山、徳島、香川、福岡、熊本、大分、

鹿児島各県

上記の事態について事例を示すと次のとおりである。

＜事例 3＞

G県 H市は、平成 15年度から 18年度までの間に国庫補助金等計 4918万余円の交付

を受けて浄化槽 381基を整備している。同市は、浄化槽設置に係る市の補助金の交付に

当たり、事業実績報告書に 7条検査の依頼書を添付させて、その依頼書を市で取りまと

めて指定検査機関へ提出していた。しかし、上記 381基のうち、136基（国庫補助金等

相当額計 1728万余円）については、同市において 7条検査の受検状況の把握及び未受検

者に対する指導等が十分でなかったことなどから、 7条検査を受検しておらず浄化槽の

設置工事等が適正に行われたか確認できていなかった。また、11条検査についても、

受検状況の把握及び未受検者に対する指導等が十分でなかったことなどから、15年度

から 17年度までの間に整備した 281基のうち 163基（国庫補助金等相当額計 2069万余

円）は設置後一度も 11条検査が行われておらず、適正な維持管理が行われているか確認

できていなかった。

（是正及び是正改善を必要とする事態）

上記のように、設置された浄化槽が使用されておらずその効果が発現していない事態、事

業実施年度の前年度以前に既に設置が済んでいる浄化槽を補助対象としている事態、設置さ

れた浄化槽が法定検査を受検しておらず、適正な設置及び維持管理について確認ができてい

ない事態は適切でなく、早急に是正及び是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

ア 貴省において

� 要綱等で、補助事業により設置した浄化槽と宅内の排水管等との接続期限及び使用開

始期限を定めていないこと並びに使用されていない事態が発生した際の対応について定

めていないこと

� 事業実施年度の前年度以前に既に設置が済んでいる浄化槽は国庫補助金等の交付対象

とならないことを要綱等において明確にしていないこと

イ 都道府県において、指定検査機関から送付される法定検査の結果報告等の活用が十分で

なく、法定検査の未受検者に対する指導等が適切に行われていないこと、また、事業を実

施する市町村との連携及び情報の共有が適切に行われていないこと
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ウ 市町村において

� 浄化槽設置後、宅内の排水管等との接続及び使用開始を速やかに行わせて、その効果

を発現させるべきことについての認識が十分でないこと

� 国庫補助金等の交付対象となる浄化槽は国庫補助金等の交付年度に設置されたものに

限られることについて認識が十分でないこと

� 補助事業により設置した浄化槽が法定検査を受検しているかを確認する体制が整備さ

れていないこと

3 本院が求める是正及び是正改善の処置

浄化槽は公共用水域等の水質の保全のために重要な役割を果たしており、し尿及び生活雑

排水処理施設として安定的に機能を発揮することが求められている。

ついては、貴省において、浄化槽整備事業により設置された浄化槽の効果を早急に発現さ

せるとともに、適正に維持管理されているか確認し、併せて浄化槽整備事業の適正な執行が

確保されるよう、次のとおり是正及び是正改善の処置を求める。

� 浄化槽が使用されていない事態及び適正に維持管理されているか確認ができていない事

態が、早急に解消されるよう都道府県及び市町村に対して技術的助言等を行うこと

� 浄化槽と宅内の排水管等との接続期限及び使用開始期限を要綱等に明記するとともに、

使用されていない事態が発生した際の対応を定めて市町村に周知すること

� 事業実施年度の前年度以前に既に設置されている浄化槽は、国庫補助金等の交付対象と

ならないことについて要綱等に明記するとともに、事業を実施する市町村に周知すること

� 都道府県に対して、指定検査機関から提出される法定検査の結果報告書等の情報をもと

に、未受検者に対して浄化槽法に基づき指導及び助言、勧告等を適切に行うとともに、こ

れらの情報を、事業を実施する市町村が共有できるよう協力を求めること、また、市町村

に対して、都道府県から必要な情報を入手して、補助事業により設置した浄化槽が法定検

査を受検しているか確認する体制を整備するよう指導すること

（ 2） エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定において、過年度の不用額の発生要因を

十分に見極め、歳出予算の見積りを行う際に反映させるなどして剰余金を減少させる

よう意見を表示したもの

会 計 名 エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）

（平成 18年度以前は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計

（石油及びエネルギー需給構造高度化勘定））

部 局 等 環境本省

エネルギー需給
勘定の概要

石油石炭税等を財源として行われる燃料安定供給対策及びエネルギー

需給構造高度化対策に関する経理を区分して行うために設置されてい

る勘定

収納済歳入額 2兆 3316億円（平成 19年度）

支出済歳出額 2兆 0304億円（平成 19年度）

決算における剰
余金の全体額

2491億円（背景金額）（平成 19年度）
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【意見を表示したものの全文】

エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について

（平成 20年 10月 31日付け 環境大臣あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

（517ページの経済産業省の項に掲記）
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第14 防 衛 省

不 当 事 項

予 算 経 理

（820）米軍普天間飛行場の代替施設の建設に伴う地質調査及び海象調査の技術業務委託契約

において、支出負担行為をすることなく追加で業務を実施させるなどしていて、会計

法令等に違背しているもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本省

部 局 等 防衛本省（平成 19年 8月 31日以前は防衛施設庁本庁）（支出負担行為

の実施計画担当部局）

沖縄防衛局（平成 19年 8月 31日以前は那覇防衛施設局）（契約及び支

払部局）

契 約 名 � シュワブ（H14）地質調査（その 1）

� シュワブ（H14）地質調査（その 2）

� シュワブ（H14）地質調査（その 3）

� シュワブ（H14）地質調査（その 4）

� シュワブ（H14）海象調査

契 約 の 概 要
へ の こ

米軍普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に建設する

ための基本設計に先立ち、海底の地質調査及び海象調査を業務委託す

るもの

契約の相手方 � サンコーコンサルタント株式会社

�� パシフィックコンサルタンツ株式会社

� 応用地質株式会社

� 株式会社東京久栄

契 約 � 平成 15年 3月 公募型競争後の随意契約

�～� 平成 15年 3月 公募型競争契約

契 約 額 � 97,650,000円

� 47,985,000円

� 93,450,000円

� 540,750,000円

� 61,950,000円

計 841,785,000円

支 払 � 平成 15年 7月、18年 4月

� 平成 15年 6月、18年 4月

� 平成 15年 6月、18年 4月

� 平成 16年 3月、18年 4月

� 平成 15年 8月、18年 4月

和解金の支払 �～� 平成 20年 3月
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和 解 金 額 � 129,800,000円

�� 1,090,000,000円

� 873,200,000円

� 87,000,000円

計 2,180,000,000円

適正な会計処理
を行っていな
かったため支払
うこととなった
額

2,180,000,000円（平成 19年度）

1 技術業務委託契約に係る予算執行の概要

� 地質調査等 5契約の概要

沖縄防衛局（平成 19年 8月 31日以前は那覇防衛施設局。以下「沖縄局」という。）は、沖

縄県宜野湾市に所在する米軍普天間飛行場の代替施設の建設予定地を「キャンプ・シュワ
へ の こ

ブ水域内名護市辺野古沿岸域」とするなどの「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成 11

年 12月 28日閣議決定。18年 5月 30日廃止）等に基づき、基本設計に先立ち海底の地質調査

及び海象調査を行うために、15年 3月に、履行期限を 16年 3月末とするシュワブ（H14）

地質調査（その 1）等の 5件の技術業務委託契約（以下「地質調査等 5契約」という。）を、サ

ンコーコンサルタント株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社、応用地質株式会

社及び株式会社東京久栄（以下、これらを「受託会社 4社」という。）と契約金額計

841,785,000円で締結している。そして、地質調査等 5契約の仕様書によれば、地質調査

に当たっては、機械ボーリングを実施して、土質試験を行うこととしていて、海象調査に

当たっては、波浪、流況及び潮位の調査を行うこととしていた（以下、これらを「調査業

務」という。）。

� 事態の経緯

沖縄局は、地質調査等 5契約に基づく調査業務の実施に当たり、沖縄県との公共用財産

使用についての協議の中で、同県より海草藻場・さんごへの影響を回避するよう求められ

ており、仕様書で定めていない業務（以下「追加業務」という。）として、調査予定地点周辺

の海底の状況を把握するための潜水調査を 15年度に受託会社 4社に実施させていた。

しかし、同県が、海草藻場等への影響について専門家へのヒアリングを行うなどしたこ

とから、上記協議の同意までに時間を要して、調査業務の年度内完了が困難となったた

め、沖縄局は、前払金計 252,155,000円を除く計 589,630,000円を 16年度に繰り越して、

履行期限を 17年 3月末とする変更契約を締結していた。

また、米軍普天間飛行場の代替施設建設に反対する地元住民等の阻止行動（以下「阻止行

動」という。）への対応のために、沖縄局は、警戒船を大量に導入するなどの追加業務を 16

年度に受託会社 4社に実施させていたが、さらに、阻止行動が激化したことなどから、調

査業務の年度内完了が困難となったため、前年度と同額を 17年度に繰り越して、履行期

限を 18年 3月末とする変更契約を締結していた。

上記のように、地質調査等 5契約の仕様書で定めていた調査業務はほとんど実施されな

いまま、17年 11月に、米軍普天間飛行場の代替施設の建設予定地が変更されたことか
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ら、沖縄局は、地質調査等 5契約に基づく調査業務を一時中止して、その後契約解除を行

い、契約金額計 841,785,000円を上限として支払うこととしたが、受託会社 4社と支払額

及び仕様書の変更に伴う契約変更の合意に至らず受領を拒否されたため、17年度に繰り

越していた計 589,630,000円を、18年 4月に、那覇地方法務局に供託していた。

受託会社 4社は、同年 8月までに国を相手取り、損害賠償請求事件等を提訴したが、20

年 3月に、和解が成立して、沖縄局は、和解金計 2,180,000,000円を受託会社 4社に支

払っていた。

� 地質調査等 5契約に係る予算執行

国の予算の執行に当たっては、財政法（昭和 22年法律第 34号）、会計法（昭和 22年法律第

35号）等（以下「会計法令等」という。）に基づき行うこととされている。

会計法令等によれば、財務大臣の指定する経費は、各省各庁の長が、支出負担行為の実

施計画に関する資料を作製して、財務大臣の承認を経なければならないこととなってお

り、地質調査等 5契約の予算は、財務大臣の指定する経費となっている。そして、支出負

担行為担当官は、支出負担行為をするに当たっては、法令又は予算の定めるところに従っ

て行わなければならず、実施計画に定める金額を超えてはならないこととなっており、実

施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにして、財務大臣の承認を求めな

ければならないこととなっている。

また、契約担当官及び支出負担行為担当官は、工事又は製造その他についての請負契約

を締結した場合においては、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため

必要な監督をしなければならないこととなっている。

防衛本省（19年 8月 31日以前は、防衛施設庁本庁。以下「本省」という。）において、技

術業務委託契約の監督に関する事務については、「技術業務委託の契約等の事務処理関係

の運用について（通知）」（平成 2年施本建企第 46号）により、「防衛施設庁における建設工事

の監督等に関する訓令」（昭和 40年防衛施設庁訓令第 15号。以下「監督等に関する訓令」とい

う。）に準じて行うこととなっている。監督等に関する訓令によれば、支出負担行為担当官

の補助者である工事監督官は、工事内容を変更するなどの必要があると認めたときは、速

やかにその旨を支出負担行為担当官に報告しなければならないこととなっており、支出負

担行為担当官から工事内容の変更について指示を受けたときは、変更部分に係る図面、仕

様書及び見積内訳書を作成して、工事変更伺書によりこれらを支出負担行為担当官に提出

しなければならないこととなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、本省及び沖縄局において、沖縄局が 14年度に締結した地質調査等 5契約につ

いて、合規性等の観点から、それぞれの契約に係る会計経理が会計法令等に従って適正に

行われているかなどに着眼して、契約書等の書類により会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のとおり会計法令等に違背した事態が見受けられた。

すなわち、沖縄局において、支出負担行為をすることなく潜水調査や警戒船を大量に導

入するなどの追加業務を受託会社 4社に実施させていて、追加業務の経費が予算額を超え

る事態となっていたにもかかわらず、本省は、増額の予算措置を講じていなかったり、支
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出負担行為の実施計画について財務大臣の変更承認を経ていなかったりしており、沖縄局

は、追加業務に係る受託会社 4社との契約変更を行っていなかった。

また、沖縄局の支出負担行為担当官が任命していた統括工事監督官、主任工事監督官及

び工事監督官は、履行期間の延期に関する伺書は作成していたものの、追加業務について

は、口頭での報告としており、報告を受けた支出負担行為担当官は、速やかに精算すべき

であるとの指示をしていたとしているが、これらの報告及び指示の具体的な内容について

関係資料により確認することはできなかった。一方、本省は、阻止行動に屈することなく

地質調査等 5契約に基づく調査業務を実施させるよう沖縄局に指示をしていた。この指示

を受けた沖縄局は、追加業務を受託会社 4社に実施させることを優先したため、監督等に

関する訓令に定める手続を先送りしていた。

そして、追加業務の経費については、防衛庁（19年 1月 9日以降は防衛省）は、契約金

額を変更していない以上、これを超える額は支払えないとの判断から、契約金額を上限と

して支払うことに決定したため、前記のとおり、受託会社 4社は、国を相手取り、実際に

要した追加業務の経費とこれに係る遅延損害金等の支払を請求するとして、東京地方裁判

所にそれぞれ損害賠償請求事件等を提訴した。同裁判所は、20年 1月に、国及び受託会

社 4社に対して、「本件業務委託契約に係る変更手続等の履践状況はともかく、これまで

の当事者双方の主張、証拠調べ手続の結果から認められる被告の指示に基づき原告が行っ

た業務実態にかんがみると、被告には本件業務委託契約上の支払義務が発生していると認

めるのが相当である」旨の和解条項案を示して、国及び受託会社 4社がこれを受け入れた

ことから、同年 3月に、和解金計 2,180,000,000円で和解が成立した。この結果、本省は

予算の流用等所要の手続を行い、沖縄局は受託会社 4社に対して、同月に、和解金計

2,180,000,000円を支払っていた。

前記のように、沖縄局において、支出負担行為をすることなく追加業務を実施させてい

て、追加業務の経費が予算額を超える事態となっていたにもかかわらず、本省は、増額の

予算措置を講じていなかったり、支出負担行為の実施計画について財務大臣の変更承認を

経ていなかったりしていたこと、沖縄局は、追加業務に係る受託会社 4社との契約変更を

行っていなかったことは、地質調査等 5契約に係る予算執行に当たり適正な会計処理を

行っておらず適切とは認められない。

したがって、上記のように地質調査等 5契約に係る予算執行において、裁判上の和解と

いう形式により和解金計 2,180,000,000円を支払うこととなった追加業務に関して、支出

負担行為をすることなく実施させるなど会計法令等に違背した取扱いを行っていて、不当

と認められる。

このような事態が生じていたのは、本省及び沖縄局において、地質調査等 5契約に係る

予算執行に当たり、会計法令等を遵守して適正に執行すべきであることへの認識が十分で

なかったことなどによると認められる。
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意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1） 所要量を大幅に超えて保管している廃電池について処分計画を作成するなどして売り

払うよう適宜の処置を要求したもの

会 計 名 一般会計

部 局 等 海上自衛隊補給本部

廃電池の管理の
概要

廃電池から粗銀を回収して、この粗銀を精製したもの（精製銀）を銀電

池製作時の官給品として使用するとともに、所要量を超えた廃電池を

売り払うもの

平成 19年度末
における廃電池
の保管数及び廃
電池から回収が
見込まれる粗銀
の量

3,228個 17,430.4㎏（精製銀換算量 16,907.4㎏）

上記の廃電池か
ら回収が見込ま
れる粗銀の試算
額

9億 8060万円

【適宜の処置を要求したものの全文】

廃電池の管理について （平成 20年 10月 22日付け 海上自衛隊補給本部長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求する。

記

1 廃電池の管理の概要

貴自衛隊は、潜水艦の遭難等の事故に対処するなどのため、横須賀所在の第 2潜水隊群に

潜水艦救難母艦「ちよだ」を、また、呉所在の第 1潜水隊群に潜水艦救難艦「ちはや」をそれぞ

れ配備しており、各々に潜水艦救難活動に使用する深海救難艇（Deep Submergence Rescue

Vehicle。以 下「DSRV」と い う。）1艇 及 び 人 員 移 送 用 カ プ セ ル（Personnel Transfer

Capsule。以下「PTC」という。）1基を搭載している。そして、これらの DSRV及び PTC並

びに各地の部隊に供用している魚雷及び魚雷用標的の推進動力等に電力を供給するために、

各種の銀電池を使用している。

貴自衛隊補給本部（以下「貴本部」という。）は、「海上自衛隊補給実施要領」（平成 13年補本装

補第 509号）に基づき、平成 18年 1月に「銀電池からの銀等の回収及び銀電池の処分に関する

基本計画について（通知）」（平成 18年補本装艦第 192号。以下「基本計画」という。）を定めてい

る。

基本計画によれば、使用済み又は有効期限を経過した銀電池（以下「廃電池」という。）につ

いては、廃電池から粗銀（純度 95％以上）を回収して、この粗銀を精製したもの（純度

99.99％以上。以下、これを「精製銀」といい、粗銀及び精製銀を「銀」という。）を銀電池製作

時の官給品として使用することにより、また、所要量を超えた廃電池については、これを処

分（売払い）することにより、資源の有効活用及び銀の効率的な管理を図ることとなっている

（以下、この一連の流れを「銀回収サイクル」という。）。
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銀回収サイクルは、貴本部の指示により、以下のとおり行われることになっている。

DSRV及び PTCの廃電池については、舞鶴地方総監部舞鶴造修補給所（以下「舞鶴造補所」と

いう。）が、また、魚雷及び魚雷用標的の廃電池については、舞鶴地方総監部舞鶴弾薬整備補

給所が、それぞれ、各地の部隊等から管理換を受けた後、廃電池から粗銀を回収することを

粗銀回収会社に請け負わせたり、廃電池の売払いを行ったりすることになっている。そし

て、舞鶴造補所は、上記の回収した粗銀を一括して保管して、粗銀の精製を銀精製会社に請

け負わせたり、銀電池製作のために精製銀の官給を電池製造会社に行ったりすることになっ

ている。

基本計画によれば、貴本部は、銀電池製作に必要と見込まれる精製銀の所要量（以下「官給

所要量」という。）について、 2か年分の官給計画を定めることとなっている。そして、銀電

池製作時に精製銀の円滑な官給を実施するために、この 2か年分の官給所要量に相当する量

の銀を、年度末在庫として確保することとなっている。

また、貴本部は、上記 2か年分の官給所要量を維持するために、廃電池から粗銀を回収す

る作業期間を勘案するなどして、更に 3か年分の官給所要量を満たす粗銀又は廃電池を保管

して、全体で 5か年分の官給所要量を確保するとしている。

そして、基本計画によれば、 5か年分の官給所要量を超えて保管する廃電池については、

貴本部が別途に年度処分計画を定めて、売り払うこととなっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

貴本部は、銀電池の製作時に精製銀を官給するために、銀及び廃電池を相当量保管してい

る。そこで、本院は、貴本部及び 5地方総監部
（注）

において、効率性等の観点から、銀及び廃電

池の保管状況並びに廃電池の売払状況は適切なものとなっているかなどに着眼して会計実地

検査を行った。そして、銀及び廃電池の現物の確認を行うとともに、物品管理簿等の書類に

より検査した。

（検査の結果）

検査したところ、銀及び廃電池の保管状況等並びに廃電池の売払状況について、次のよう

な事態が見受けられた。

� 銀及び廃電池の保管状況並びに精製銀の官給計画

20年 3月末現在において、舞鶴造補所等が保管している銀及び廃電池の保管量等は、

表 1のとおりであり、銀の保管量は計 10,128.0�（精製銀換算量計 9,863.5�、試算額計約
5億 7208万円相当）、廃電池の保管数は計 3,228個、廃電池から回収が見込まれる粗銀の

量は計 17,430.4�（同 16,907.4�、同約 9億 8063万円相当）、計 27,558.4�（同 26,770.9�、
同約 15億 5271万円相当）となっていた。
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表 1 銀及び廃電池の保管量等

銀 の 種 類 銀 の 保 管 量 試 算 額

精 製 銀 1,312.1� 約 7610万円相当

粗 銀 8,815.9�
（8,551.4�） 約 4億 9598万円相当

計（A） 10,128.0�
（9,863.5�） 約 5億 7208万円相当

廃電池の種類 保 管 数 粗銀回収見込量 試 算 額

DSRV用主蓄電池 2,084個 4,168.0�
（4,042.9�） 約 2億 3449万円相当

DSRV用応急電池 228個 22.8�
（22.1�） 約 128万円相当

PTC用応急電池 88個 17.6�
（17.0�） 約 99万円相当

魚 雷 用 電 池 684個 13,222.0�
（12,825.3�） 約 7億 4386万円相当

魚雷用標的用電池 144個 不 明 不 明

計（B） 3,228個 17,430.4�
（16,907.4�） 約 9億 8063万円相当

合 計（A＋B） 27,558.4�
（26,770.9�） 約 15億 5271万円相当

注� 銀の保管量及び粗銀回収見込量の（ ）書きは、精製銀換算量であり、粗

銀精製時の回収割合を過去の実績（97％）を考慮して算定している。

注� 試算額は、銀及び廃電池から回収が見込まれる粗銀に係る価額であり、

平成 20年 3月末現在の鉱山会社が地金を販売する際の基準価格を参考

に、精製銀 1�当たり 58,000円で算定していて、粗銀精製費用及び廃電

池の解体等に必要な費用は控除されていない。

注� 粗銀回収見込量は廃電池の種類ごとの過去の回収実績を基に算定してい

る。魚雷用標的用電池は過去に粗銀回収実績がないことから、粗銀回収見

込量には含めていない。

注� 精製銀換算量は、小数点第 2位以下を切り捨てているため、各項目の数

値を合計しても計欄の数値と一致しない場合がある。

一方、貴本部が 19年度に作成した精製銀の官給計画によれば、表 2のとおり、精製銀

の官給所要量は 19年度に計 970.8�、20年度に計 1,033.8�であり、年間の官給所要量は
1,000�程度となっており、銀電池の種類ごとの官給所要量の内訳では、DSRV用主蓄電

池の製作に使用されるものが大部分を占めていた。

表 2 精製銀の官給計画

銀電池の種類 平成 19年度の官給所要量 20年度の官給所要量

DSRV用主蓄電池 953.8� 953.8�

DSRV用応急電池 10.0� 10.0�

PTC用応急電池 7.0� 3.5�

魚 雷 用 電 池 ― 66.5�

魚雷用標的用電池 ― ―

計 970.8� 1,033.8�
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そして、今後、DSRV及び PTCに使用する銀電池は、19、20両年度と同程度の調達数

量が見込まれているものの、魚雷に使用する銀電池の調達数量は減少傾向にあることか

ら、長期的にも今後の精製銀の官給所要量が大幅に増加する事情は想定されない。

したがって、銀及び廃電池の保管量（20年 3月末現在）について、前記年間の精製銀の

官給所要量（1,000�程度）から推計すると、銀は約 10か年分に相当する量を、また、廃電

池から回収が見込まれる粗銀は約 17か年分に相当する量をそれぞれ保管しており、 5か

年分の官給所要量を大幅に超えている状況であった。さらに、今後も、20年度から 24年

度までの 5年間に、廃電池計 1,604個（これらの廃電池から回収が見込まれる粗銀の量計

3,790.4�）が発生すると予想されている。
上記のとおり、19年度末に大量の銀を保管している状況を踏まえて、舞鶴造補所等の

物品管理簿等により過去の保管状況を確認したところ、 8年度から 18年度までの各年度

末における銀の保管量の推移は、表 3のとおりである。これによれば、11年度末に粗銀

だけで 8,220.6�を保管していたにもかかわらず、12、13両年度に 3,944.2�、1,461.2�、
計 5,405.4�の粗銀を廃電池から回収したため、13年度末には計 19,030.0�もの大量の銀
を保管する状況となっていた。なお、13年度を最後に廃電池から粗銀を回収することは

行われていない。

表 3 銀の保管量の推移

年度末 粗銀の保管量 精製銀の保管量 銀の保管量計

平成

8 88.0� 不 明 不 明

9 396.0� 不 明 不 明

10 8,220.6� 不 明 不 明

11 8,220.6� 不 明 不 明

12 12,164.8�
（3,944.2�）

不 明 不 明

13 13,626.1�
（1,461.2�）

5,403.9� 19,030.0�

14 13,626.1� 3,425.1� 17,051.2�
15 10,616.2� 4,103.8� 14,720.0�
16 10,616.2� 3,547.3� 14,163.5�
17 9,324.6� 3,741.9� 13,066.5�
18 8,815.9� 2,626.3� 11,442.2�

注� 平成 8年度から 12年度までの精製銀の保管量につい
ては、資料が保存されていないため不明である。

注� 粗銀保管量の（ ）書きは、当該年度の粗銀回収量であ

る。

� 廃電池の売払状況

貴本部は、廃電池の売払いについて、17年以前は具体的な基準を定めていなかったた

めに、売払いを全く行っておらず、廃電池の保管量が毎年増加して、舞鶴造補所等では保

管場所の確保が厳しい状況となっていた。

そこで、貴本部は、前記のとおり、基本計画を 18年 1月に作成して、 5か年分の官給

所要量を超える廃電池を売り払うとする基準を定めた。そして、貴本部は、基本計画に基

づき、同年 8月に、表 4のとおり年度処分計画を定めて、同年 11月に廃電池を売り払う

よう舞鶴造補所等に指示した。
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しかし、舞鶴造補所等から物品売払要求を受けた舞鶴地方総監部経理部は 18年度につ

いて、19年 2月に入札の公告をしたものの、仕様書に廃電池からの粗銀の回収率が明記

されていなかったことなどのために、入札予定会社から応札することができない旨の連絡

が多数あり、その結果、同年 3月に入札の公告を取り消していた。

また、同経理部は、19年度について、仕様書に粗銀の回収率を記載して 20年 2月に入

札を行ったものの、予定価格の算定に当たり、一部の廃電池について粗銀の回収率を見込

んでいなかったり、精製銀の単価を当時の相場より高く見積もったりしていて予定価格を

高く設定していたことから、予定価格を超える入札金額がなく入札が不調に終わってい

た。

上記のことから、当該物品売払契約は本年 8月現在においても締結には至っておらず、

廃電池の売払いが行われていない状況であった。

表 4 年度処分計画及び全体保管数等

廃電池の種類 年度処分計画の
処分予定数（A）

全体保管数（B）
（平成20年 3 月末
現在）

全体保管数に対する
処分予定数の割合
（A/ B）

DSRV用主蓄電池 270個 2,084個 12.9％

DSRV用応急電池 30個 228個 13.1％

PTC用応急電池 20個 88個 22.7％

魚 雷 用 電 池 42個 684個 6.1％

魚雷用標的用電池 0個 144個 0.0％

計 362個 3,228個 11.2％

前記のとおり、基本計画に定めた 5か年分の官給所要量を超えて銀を確保しているた

め、現在保管している廃電池のすべてが売払いの対象となるが、貴本部は、廃電池の売払

いの実績がなかったことなどから、上記の年度処分計画において、売払いに有用な情報を

収集するために全体保管数の一部について試行的に売払いを指示したとしている。

しかし、貴本部は、売払いを指示した廃電池について、18、19両年度に売払契約の締

結に至っていない事態となっているにもかかわらず、舞鶴地方総監部の関係部署から情報

を収集して対応策を協議するなど廃電池の売払いを迅速に行うために十分な連携を行って

いなかった。

以上のように、貴本部は、 5か年分の官給所要量を超えて銀及び廃電池を大量に保管して

いるが、銀及び廃電池を保管している目的は、銀電池製作時の官給品として使用することに

より資源の有効活用及び経費の節減を図るためであることから、必要な時期に必要な量の精

製銀を官給できれば足りると認められる。したがって、銀及び廃電池の保管状況を勘案した

銀回収サイクルを十分に検討した上で、現在保管している廃電池計 3,228個（試算額計約 9

億 8060万円相当）については、速やかに売り払う必要があると認められる。

（是正を必要とする事態）

上記のように、貴本部において、基本計画に定めた 5か年分の官給所要量を超えて廃電池

を保管していて廃電池の売払いが行われていない事態は、国の資産の効率的な活用の面から

適切とは認められず、是正を図る要があると認められる。
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（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴本部において、銀及び廃電池の保管状況を勘案した

銀回収サイクルを十分に検討しておらず、国の資産の効率的な活用を図るという認識が十分

でなかったこと、また、廃電池の売払契約が締結に至っていないにもかかわらず、関係部署

との売払いに関する連携が十分でなかったことによると認められる。

3 本院が要求する是正の処置

貴自衛隊は、資源の有効活用及び銀電池製作時の経費の節減を目的として、今後も引き続

き精製銀の官給を実施する必要があるとしている。

ついては、貴本部において、銀及び廃電池の保管状況を勘案した銀回収サイクルを十分に

検討した上で、基本計画に定めた 5か年分の官給所要量を超える廃電池について、全体保管

数を対象とした処分計画を作成するとともに、売払契約の締結に至っていない事態に関する

情報を収集して対応策を協議するなど関係部署と連携を十分に行い、これらの廃電池を速や

かに売り払うよう是正の処置を要求する。

（注） 5地方総監部 横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊各地方総監部

（ 2） 部隊発注工事により取得した財産を国有財産台帳等に正確に記録するよう適宜の処置

を要求し、適切な財産管理を行うために国有財産台帳等への正確な記録が確実に行わ

れる体制を整備するよう是正改善の処置を求めたもの

所管、会計名及
び科目

防衛省所管 一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本省

（項）施設整備費

（項）装備品等整備諸費

�
�
�
�
�
�
�

平成 18年度は、

防衛省所管一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本庁

（項）施設整備費

（項）装備品等整備諸費

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

平成 17年度は、

内閣府所管一般会計 （組織）防衛本庁 （項）防衛本庁

（項）施設整備費

（項）装備品等整備諸費

�
�
�
�
�
�
�

部 局 等 海上幕僚監部

部隊発注工事の
概要

施設の取得、修繕等のために部隊等の長が部外に発注する工事

国有財産台帳等
に記録すべき価
格の基礎となる
工事費

12億 9759万円（平成 17年度～19年度）
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【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】

部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録について

（平成 20年 10月 20日付け 防衛省海上幕僚長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求し及び

是正改善の処置を求める。

記

1 部隊発注工事及び財産管理の概要

� 部隊発注工事の概要

貴自衛隊における施設の取得、修繕等は、地方防衛局等が部外に発注して実施している

もののほか、防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成 19年防衛省訓令第

66号。平成 19年 8月以前は建設工事に関する訓令（昭和 41年防衛庁訓令第 7 号）及び防衛省

における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（昭和 37年防衛庁訓令第 72号）。以下、廃止さ

れた訓令を含めて「取得訓令」という。）等に基づき、部隊及び機関（以下「部隊等」という。）

の長が工事の施行を部外に発注して実施している（以下、このような工事を「部隊発注工

事」という。）。そして、貴自衛隊は、部隊発注工事として、17年度から、各基地内に情

報・通信設備（架空及び地中に敷設された光ファイバケーブル、地中に敷設する光ファイ

バケーブルを格納するための埋設管路、建物内に敷設されて建物と一体不可分となってい

る光ファイバケーブル等から構成されている。）を設置する基地内基幹伝送路を整備してい

る。

貴自衛隊が部隊発注工事を実施する場合には、海上自衛隊契約規則（昭和 43年海上自衛隊

達第 17号）等に基づき、調達要求元となる部署が契約担当部署に工事等役務調達要求書（以

下「調達要求書」という。）を提出することにより、契約担当部署が契約の手続を始めること

になっている。

� 防衛省における国有財産及び物品の管理

防衛省は、国有財産法（昭和 23年法律第 73号）、物品管理法（昭和 31年法律第 113号）等に

基づき、その所管に属する国有財産及び物品の管理を行っている。

国有財産の管理は、防衛大臣からその事務の一部を分掌している経理装備局会計課長、

海上幕僚長等の部局長が行っており、国有財産のうち不動産及びその従物等については、

防衛省所管国有財産（施設）の取扱いに関する訓令（昭和 38年防衛庁訓令第 30号。以下「取扱

訓令」という。）に基づき、上記部局長のうち経理装備局会計課長及び地方防衛局等の長（以

下「施設部局長」という。）が管理することとなっている。そして、施設部局長は管内に所在

する部隊等の施設を管理していて、その用途又は目的に応じて当該施設を部隊等に供用し

ており、部隊等においては、供用に関する事務を行う供用事務担当官が、供用された施設

の維持及び保存を行うこととなっている。また、供用事務担当官は、供用に関する事務の

一部を当該施設を使用している部隊等の長に補助させることができることとなっており、

この場合、部隊等の長は、当該施設に修繕等の必要が生じたときは、供用事務担当官に協

議しなければならないこととなっている。

また、物品の管理については、防衛大臣からその事務の委任を受け又は事務の一部を分

掌している海上幕僚長及び部隊等の長が物品管理官又は分任物品管理官（以下「物品管理官

等」という。）として行っている。
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� 国有財産台帳及び物品管理簿

ア 国有財産台帳

施設部局長は、その所属に属する国有財産について、国有財産の分類及び種類ごと

に、区分及び種目、所在、数量、価格、異動年月日等を記載した国有財産台帳を備え

て、管理することとなっている。また、施設部局長は、国有財産の取得、所管換、処分

等があった場合には、直ちにこれを国有財産台帳に記録することとなっている。そし

て、建物及び工作物の場合、新築（工作物の場合は新設）、模様替（建物等の主要構造を

変更することなく財産を効率的に使用するための改良工事）等により、当該建物等の価

格等に変動があった場合は国有財産台帳に記録することとなっており、一方、建物等の

減耗を回復して原形に近づけるために行う工事は、国有財産台帳に記録する必要がない

とされている。

そして、貴自衛隊においては、部隊発注工事により国有財産の取得や価格等の変動が

あった場合には、取得訓令及び取扱訓令に基づき、供用事務担当官等がその内容を施設

部局長に報告することとなっており、施設部局長は、その報告に基づいて国有財産台帳

に記録することになっている。

イ 物品管理簿

物品管理官等は、その管理する物品について、物品の分類、細分類及び品目ごとに、

物品の増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項等を物品管理簿に記録

することとなっており、政令で定める重要な物品については、その取得価格を記録する

こととなっている。

そして、貴自衛隊は、物品を取得しようとする場合には、物品管理官等が契約担当部

署に対して取得のため必要な措置を請求することとなっており、物品管理官等は、当該

取得物品の納入の際に作成される納品書・（受領）検査調書に基づいて物品管理簿に記録

することとなっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

国有財産台帳及び物品管理簿（以下、これらを合わせて「国有財産台帳等」という。）は、国

有財産及び物品（以下、これらを合わせて「国有財産等」という。）を適切に管理するための帳

簿であり、新たに国有財産等を取得した場合には、国有財産法又は物品管理法に従って国有

財産台帳等に記録する必要がある。

また、国有財産台帳等を基に毎年度作成される「国有財産増減及び現在額報告書」及び「国

有財産増減及び現在額総計算書」並びに重要物品を報告の対象とする「物品増減及び現在額報

告書」及び「物品増減及び現在額総計算書」（以下、これらを合わせて「国有財産報告書等」とい

う。）は、国有財産等の現況を国会を通じて国民に対して明らかにするという性格を有するも

のとされている。

そこで、正確性、合規性等の観点から、17年度から部隊発注工事により貴自衛隊が取得

した基地内基幹伝送路等の財産が国有財産台帳等に適切に記録されているかなどに着眼して

検査した。
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（検査の対象及び方法）

本院は、12部隊等
（注）

において会計実地検査を行った。そして、12部隊等における基地内基

幹伝送路の整備により取得した財産（工事件数 41件、工事費 11億 9971万余円）及びそれ以

外に取得した財産（工事件数 132件、工事費 13億 7928万余円）を対象として、契約書、国有

財産台帳等の書類により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 貴自衛隊は、前記のとおり、基地内基幹伝送路の整備により情報・通信設備を新たに取

得していた。そして、これらは国有財産法又は物品管理法に従い、国有財産台帳等に記録

する必要があった。

しかし、大部分の部隊等は、情報・通信設備の取得を役務の調達であると判断して、新

たな財産を取得したとは解釈していなかったため、同設備は国有財産台帳等に記録されて

いなかった（国有財産台帳等に記録されていなかった財産の取得に係る工事件数 40件、工

事費計 11億 8868万余円）。

＜事例 1＞

舞鶴造修補給所は、舞鶴地方総監部の契約担当部署に調達要求書を提出して、舞鶴地

区（舞鶴航空基地を除く。）及び新潟地区に所在する部隊等の基地内基幹伝送路を平成 19

年 3月までに工事費計 53,096,400円で整備している。しかし、取得した基地内基幹伝送

路は、国有財産台帳等に記録されていなかった。

イ 基地内基幹伝送路以外の財産について、調達要求元となる部署が供用事務担当官又は分

任物品管理官と協議を行わないまま、直接契約担当部署に調達要求書を提出していたり、

模様替等に該当するものを国有財産台帳に記録する必要がないと判断していたりなどした

ため、照明装置、囲障等の一部財産が記録されていなかった（国有財産台帳等に記録され

ていなかった財産の取得に係る工事件数 28件、工事費計 1億 0890万余円）。

＜事例 2＞

横須賀造修補給所は、横須賀地方総監部の契約担当部署に調達要求書を提出して、既

設のフェンス（全長 177m）及び基礎を撤去の上、同じ場所に新たにフェンス（全長

177m）を設置する工事を 3,675,000円で平成 20年 3月までに実施している。この場合、

新たに設置したフェンスについては国有財産台帳に記録する必要があった。しかし、同

造修補給所は、あらかじめ部隊等の長である同造修補給所長が工事内容を供用事務担当

官に上申しなければならないにもかかわらず、軽微な工事であり、供用事務担当官に対

する協議が不要であると判断して、供用事務担当官との協議を行わないまま工事を実施

していた。このため、新たに設置したフェンスは国有財産台帳に記録されていなかっ

た。

（是正及び是正改善を必要とする事態）

上記のように、新たに国有財産等を取得しているにもかかわらず、国有財産法又は物品管

理法に従った国有財産台帳等への記録が行われておらず、その結果、国有財産報告書等が国

有財産等の現況を正しく反映したものとなっていなかったりしている事態は適切とは認めら

れず、是正及び是正改善を図る要があると認められる。
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（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴自衛隊において、部隊発注工事により新たに取得し

た財産を国有財産台帳等に記録して管理すべきであることについての認識が十分でなかった

り、部隊発注工事の調達要求元である部署と国有財産の供用事務を担当する部署又は物品管

理の事務を担当する部署との連携が十分でなかったり、国有財産台帳等に記録する必要があ

る事由を十分に理解していなかったりしたことなどによると認められる。

3 本院が求める是正及び是正改善の処置

国有財産台帳等は、これらを基に毎年度作成される国有財産報告書等が国有財産等の現況

を国会を通じて国民に対して明らかにするという性格を有するものとされており、また、国

有財産等を適切に管理するための基本的な帳簿であることから、正確に記録されることが重

要である。

ついては、貴自衛隊において、前記の国有財産台帳等に記録されていない国有財産等を国

有財産台帳等に正確に記録するために必要な措置を講ずるよう是正の処置を要求し、また、

部隊発注工事により今後取得する財産について適切な管理を行うために、国有財産台帳等へ

の正確な記録が確実に行われる体制を整備するよう、次のとおり是正改善の処置を求める。

ア 国有財産台帳等への記録を含めて、取得した財産を国有財産法又は物品管理法に従って

管理することについて認識させるため、部隊等に対する指導・研修を徹底すること

イ 部隊発注工事の調達要求元である部署と国有財産の供用事務を担当する部署又は物品管

理の事務を担当する部署の連携を十分に図ることができるように協議の手順等を定めるこ

と

ウ 国有財産台帳等に記録する必要がある事例を示すなど具体的な留意事項を定めた通知を

供用事務担当官等に発すること

（注） 12部隊等 横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊各地方総監部、東京業務隊、航空補給処、

鹿屋、厚木、那覇、徳島各航空基地隊、函館基地隊

（ 3） 専用サービス契約において、すべての専用回線を共通の回線群に指定して高額利用割

引の適用を適切にするよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本省

�
�
�

平成 18年度は、

一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本庁

�
�
�

部 局 等 内部部局（通信役務の調達の基本事項所掌部局）

24部隊等（専用サービスの契約締結、使用料支払部局）

契 約 の 概 要 全国に所在する部隊等の間でデータ及び音声通信を行うために、専用

サービスを利用するもの

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、東日本電信電話

株式会社、西日本電信電話株式会社

使用料の支払額 123億 8470万円（平成 18、19両年度）

節減できた使用
料の額

5780万円（平成 18、19両年度）
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【是正改善の処置を求めたものの全文】

専用サービス契約における高額利用割引の適用について

（平成 20年 9月 29日付け 防衛大臣あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 専用サービス契約の概要

貴省は、全国に所在する部隊等の間でデータ及び音声通信を行うため、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社（以下、これらの各会社を「NTT各社」という。）が契約約款に基づき提供する専用の電気通

信回線（以下「専用回線」という。）を使用するサービス（以下「専用サービス」という。）を利用し

ている。専用サービスには、主に音声通信に利用される一般専用サービス、主にデータ通信

に利用される高速ディジタル伝送サービスなどがある。専用サービスの使用料（以下「使用

料」という。）は、専用料、工事費等からなっており、専用料のうち基本額は、通信速度、回

線距離等によって定まる定額の料金である。

貴省の内部部局は通信役務の調達の基本に関する事項を所掌しており、統合幕僚監部及び

陸上、海上、航空各自衛隊等の各部隊等はそれぞれ専用サービス契約の締結、使用料の支払

を行っている。そして、貴省における（目）通信専用料の予算額は、平成 18年度 101億 7706

万余円、19年度 68億 0101万余円、計 169億 7807万余円となっている。

専用サービス契約には、各種の割引制度が設けられている。このうち専用料に適用される

高額利用割引は、一つの専用回線の基本額又は利用者が指定する二つ以上の専用回線（以下

「回線群」という。）の基本額の合計額が 100万円を超える場合に、その利用者からの申出に基

づき適用されるものである。NTT各社の高額利用割引の割引率は、表 1及び表 2のとおり

3％から 7％までとなっており、高額利用割引の対象となる基本額（以下「割引対象基本額」

という。）のうち高額の部分ほど高い割引率が適用されるものとなっている。

表 1 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の高額利用割引の割引率

割引対象基本額（月額） 高速ディジタル伝送

サービスほか

一般専用サービス

100万円を超え 500万円までの部分 3％ 3％

500万円を超え 3000万円までの部分 5％
4％

3000万円を超える部分 7％

表 2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の高額利用割引の割引率

割引対象基本額（月額） 一般専用サービス、高速ディジタル伝送

サービスほか

100万円を超え 200万円までの部分 3％

200万円を超え 500万円までの部分 4％

500万円を超え 1000万円までの部分 5％

1000万円を超え 3000万円までの部分 6％

3000万円を超える部分 7％
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2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

貴省は、部隊等が全国に所在している特性から多数の専用サービスを利用しており、その

使用料も多額に上っている。

そこで、本院は、経済性等の観点から、内部部局、統合幕僚監部、陸上、海上、航空各自

衛隊等において、専用サービス契約の締結に当たり割引制度を十分に利用しているかに着眼

して会計実地検査を行った。そして、NTT各社への年間の使用料の合計が 5000万円以上と

なっている統合幕僚監部及び 3自衛隊（以下「各自衛隊」という。）における 24部隊等
（注）

が、専用

サービス契約に基づいて 18、19両年度に支払った使用料 123億 8470万余円を対象として、

NTT各社からの請求書等の内容を確認するなどの方法により検査した。

（注） 24部隊等 統合幕僚監部、陸上自衛隊中央会計隊、北部、東北、東部、中部、西部各方

面会計隊、海上自衛隊東京業務隊、航空補給処、大湊、横須賀、呉、佐世保、舞鶴各

地方総監部、函館、下関、沖縄各基地隊、対馬防備隊、鹿屋、那覇、大村、小月各航

空基地隊、奄美基地分遣隊、航空自衛隊中央業務隊

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

各自衛隊は、専用サービス契約において、各自衛隊内の専用回線を回線群に指定して、各

自衛隊ごとに NTT各社から高額利用割引の適用を受けていた。そして、前記 24部隊等の

使用料に係る 18、19両年度の割引対象基本額計 85億 7091万余円に対し計 4億 6739万余円

の割引を受けていた。

しかし、各自衛隊が利用している専用サービスは NTT各社ごとに同一の契約約款に基づ

くものであり、高額利用割引は、前記のとおり割引対象基本額のうち高額の部分ほど高い割

引率が適用されるのであるから、各自衛隊ごとに割引の適用を受けるよりも貴省全体で割引

の適用を受けることとすれば、使用料のうち専用料をより節減することが可能であると認め

られる。

したがって、上記により、各自衛隊の専用回線を共通の回線群に指定して高額利用割引の

適用を受けることとすれば、割引額は計 5億 2244万余円となり、使用料は 123億 2689万余

円となることから、差引き 5780万余円節減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のように、専用サービスの利用に当たり、各自衛隊ごとに高額利用割引の適用を受け

ており、貴省全体で高額利用割引の適用を受けていない事態は適切ではなく、是正改善を図

る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴省において、専用サービス契約の締結に当たり割引

制度を十分に利用することについての検討が十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

貴省は、今後とも全国に所在する部隊等の間でデータ及び音声通信を行うため、NTT各

社が提供する専用サービスを利用していくこととしている。

ついては、前記の事態にかんがみ、貴省において、NTT各社ごとに貴省全体で高額利用

割引の適用を受けることとするよう、是正改善の処置を求める。
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（ 4）会計業務システムの運用に当たり、システムを使用して行う会計業務を明確にするな

どして、システムの有効利用を図るよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）防衛本省 （項）装備品等整備諸費

部 局 等 陸上幕僚監部、35会計隊

会計業務システ
ムの概要

会計業務の効率化及び合理化を図るために、駐屯地に所在する会計隊

において、会計業務データを入力、蓄積して、会計業務書類を作成す

るシステム

上記のシステム
に係る借上の支
払金額相当額

1億 1400万円（平成 18、19両年度）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

陸上自衛隊の会計業務システムの運用について

（平成 20年 10月 20日付け 防衛省陸上幕僚長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 会計業務システムの概要

� 会計業務システムの概要

貴自衛隊は、駐屯地における会計業務の効率化及び合理化を図る目的で、平成 16年 3

月から会計システムを導入している。この会計システムは、給与計算システムと会計業務

システムから構成されており、中央会計隊が各駐屯地に所在する会計隊に設置された端末

等を制御できるようにするために、中央会計隊及び各会計隊の端末等がネットワークで結

ばれている。このうち会計業務システムは、駐屯地に所在する会計隊が、契約、支払等の

データ（以下「会計業務データ」という。）を端末から入力して、機器に蓄積された会計業務

データから、関連する契約簿、前渡資金整理簿等の関係帳簿及び帳票（以下「会計業務書

類」という。）を作成するものである。

� 会計業務システムを構成する機器の概要等

会計業務システムの機器は、同システムに使用するソフトウェアを開発するための開発

端末、会計業務データを入力して会計業務書類を作成するための業務端末及び入力された

会計業務データを蓄積するための業務サーバ等から構成されている。そして、会計業務シ

ステムは、開発端末により開発したソフトウェアを業務端末にインストールすることに

よって、会計業務データの入力、会計業務書類の作成ができることになっている。

開発端末は、 6駐屯地
（注 1）

に所在する中央会計隊及び 5方面会計隊本部に 13台が設置され

ている。業務端末及び業務サーバは、中央会計隊及び 4方面会計隊本部並びに各師団等の

司令部が所在する大規模な駐屯地の会計隊等 34駐屯地
（注 2）

の会計隊に、業務端末 59台及び業

務サーバ 34台がそれぞれ設置されている。このため、開発端末、業務端末及び業務サー

バのいずれかを設置して、会計業務システムを導入している会計隊は計 35駐屯地の会計

隊となっている。
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また、会計業務システムを構成するこれらの機器を借り上げるための支払金額相当額

は、18年度 5358万余円、19年度 6042万余円、計 1億 1400万余円となっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、有効性等の観点から、会計業務システムが有効に利用されているかなどに着眼し

て、前記 35駐屯地の会計隊のうち 17駐屯地
（注 3）

の会計隊において、ソフトウェアの開発状況、

各端末等の利用状況、会計業務データの蓄積状況等を、設置されている各端末等を確認する

などの方法により会計実地検査を行った。そして、残りの 18駐屯地
（注 4）

の会計隊においては、

陸上幕僚監部に対して各端末等の利用状況の報告を求めて、その報告内容を確認するなどの

方法により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 会計システムの運用及び管理

陸上幕僚監部は、会計システムの運用及び管理のために、会計システムの運用及び管理

要領（平成 16年陸幕会第 81号。以下「要領」という。）を制定しているが、要領において会計

業務システムを使用して行うべき会計業務について規定しておらず、また、会計業務シス

テムの運用について 5方面会計隊本部及び各会計隊の裁量に任せて、自ら指導を行ってい

なかった。

イ ソフトウェアの開発状況

開発端末を使用して会計業務システムのソフトウェアを開発していたのは中央会計隊の

みであり（以下、同隊が自ら開発したソフトウェアを「会計業務ソフト」という。）、5方面

会計隊本部は開発端末を使用してソフトウェアを開発していなかった。

ウ 業務端末及び開発端末の利用状況

業務端末に会計業務ソフトをインストールしているのは、前記の 34駐屯地の会計隊の

うち 11会計隊
（注 5）

にすぎず、残りの 23会計隊
（注 6）

は、会計業務ソフトをインストールしていない

ために、会計業務ソフトを使用した会計業務を行えない状況となっていた。

さらに、会計業務ソフトをインストールしている上記の 11会計隊のうち、実際にこれ

を使用して会計業務を行っていたのは 1会計隊のみで、残りの 10会計隊は会計業務ソフ

トをインストールしているものの、実際の会計業務には使用しておらず、試行的に会計業

務書類を作成している状況であった。

また、 5方面会計隊本部は開発端末とは別の既存のパソコンにより会計業務を実施する

ためのソフトウェアを既に開発しており、このソフトウェアを使用しても会計業務が行え

ることから、上記の 1会計隊を除いた 33会計隊は、既に開発したソフトウェアを既存の

パソコンにインストールして実際の会計業務を行う一方、業務端末を一部の会計業務の文

書等を作成する際に補完的に使用していた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A会計隊には、業務端末 3台及び業務サーバ 1台がそれぞれ設置されており、これら

の機器を借り上げるための支払金額相当額は、18年度 172万余円、19年度 193万余

円、計 365万余円となっていた。
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しかし、同隊は、会計業務ソフトをインストールしていないために、会計業務ソフト

を使用した会計業務を行えない状況となっていた。

そして、同隊は、会計業務については、B方面会計隊本部が開発したソフトウェアを

業務端末とは別の既存のパソコンにインストールして、当該パソコンで同ソフトウェア

を使用して行う一方、業務端末を一部の会計業務の文書等を作成する際に補完的に使用

していた。

エ 業務サーバの会計業務データ蓄積状況

34駐屯地の会計隊に設置されているすべての業務サーバには、業務端末に会計業務ソ

フトをインストールして会計業務データを入力すれば、同データが蓄積されて会計業務書

類が作成できるように対応したデータベースが設定されていた。しかし、前記のとおり、

1会計隊のみが会計業務ソフトを使用して会計業務を行っているために、データベースに

は会計業務データがほとんど蓄積されておらず、会計業務書類の作成ができない状況と

なっていた。

このように、18、19両年度で計 1億 1400万余円の借り上げ経費をかけた会計業務システ

ムを構成する機器が有効に利用されていなかった。

（是正改善を必要とする事態）

会計業務システムは会計業務の効率化及び合理化を図る目的で導入されているにもかかわ

らず、開発端末がソフトウェアの開発に使用されていなかったり、会計業務ソフトがインス

トールされておらず業務端末が会計業務に使用されていなかったり、業務サーバに会計業務

データが蓄積されていなかったりしていて、会計業務システムが利用されていない事態は適

切とは認められず、是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴自衛隊において、各会計隊における会計業務システ

ムの利用状況の把握が十分でないこと、陸上幕僚監部において、要領に会計業務システムを

使用して行うべき会計業務を規定していないこと、会計業務ソフトのインストール及び同ソ

フトの使用について各会計隊に対して指導を行っていないことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

貴自衛隊は、会計業務の効率化及び合理化を図るために、今後も引き続き会計業務システ

ムを会計隊において使用していくこととしている。

ついては、前記の事態にかんがみ、貴自衛隊において、会計業務システムの機器について

その必要性の再検討を行い、陸上幕僚監部において、要領に会計業務システムを使用して行

う会計業務を明確に規定して会計業務ソフトのインストール及びその使用について指導を行

い会計業務システムの有効利用を図るよう是正改善の処置を求める。

（注 1 ） 6 駐屯地 市ヶ谷、札幌、仙台、朝霞、伊丹、健軍各駐屯地

（注 2 ） 34駐屯地 市ヶ谷、旭川、帯広、東千歳、真駒内、上富良野、名寄、北千歳、南恵

庭、仙台、神町、青森、八戸、岩手、多賀城、郡山、朝霞、練馬、習志野、武山、

駒門、板妻、滝ヶ原、霞ヶ浦、伊丹、守山、海田市、大久保、豊川、善通寺、健

軍、福岡、北熊本、久留米各駐屯地
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（注 3 ） 17駐屯地 市ヶ谷、札幌、帯広、東千歳、南恵庭、仙台、岩手、郡山、朝霞、習志

野、霞ヶ浦、伊丹、守山、海田市、豊川、健軍、久留米各駐屯地

（注 4 ） 18駐屯地 旭川、真駒内、上富良野、名寄、北千歳、神町、青森、八戸、多賀城、

練馬、武山、駒門、板妻、滝ヶ原、大久保、善通寺、福岡、北熊本各駐屯地

（注 5 ） 11会計隊 市ヶ谷、南恵庭、多賀城、朝霞、武山、伊丹、守山、海田市、大久保、

豊川、善通寺各駐屯地の会計隊

（注 6 ） 23会計隊 旭川、帯広、東千歳、真駒内、上富良野、名寄、北千歳、仙台、神町、

青森、八戸、岩手、郡山、練馬、習志野、駒門、板妻、滝ヶ原、霞ヶ浦、健軍、福

岡、北熊本、久留米各駐屯地の会計隊

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1） 陸上自衛隊における給食の実施に当たり、方面隊ごとに定められた糧食費の定額の範

囲内で行うことを明確にすることなどにより、糧食費の執行を適切に行うよう改善さ

せたもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本省

部 局 等 陸上幕僚監部、 5方面総監部

糧食費の概要 陸上自衛隊の自衛官等に対して、食事を無料で支給するなどのために

要する費用

糧食費の使用額 198億 6548万余円（平成 19年度）

上記のうち総使
用可能額を超過
していた額

5億 1121万円

1 給食の実施に要する糧食費の執行の概要

陸上自衛隊は、防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和 27年法律第 266号）及び防衛省の

職員の給与等に関する法律施行令（昭和 27年政令第 368号）により、営舎内に居住しなければ

ならないこととされている自衛官である陸曹長等（以下「営内者」という。）に対して食事を無

料で支給しており、また、職員が災害派遣等を命ぜられたり、宿営を必要とする部隊演習に

参加したりする場合等においても食事を無料で支給するなどしている。

食事の支給に当たっては、給食の実施に関する訓令（昭和 35年防衛庁訓令第 54号）により、

各幕僚長等は、当該会計年度開始前に日常の生活に必要な基本食等の定額、定量及び栄養摂

取量の基準を防衛大臣の承認を得て定めなければならないこととされている。

そして、陸上幕僚監部は、全国で同一基準による同質・同量の給食を実施するために、各

地域の物価水準等を考慮して方面隊ごとの 1人 1日当たりの基本食の定額（以下「方面定額」

という。）を防衛大臣の承認を得て定めている。そして、陸上幕僚監部は、平成 19年度にお

いて、各方面総監部に対して、「平成 19年度基本食の定額等について（通達）」（平成 19年陸幕

需第 35号電）を発出して、これを受けて各方面総監部は、各地域の物価水準等を考慮して駐

屯地ごとの定額（以下「駐屯地定額」という。）を定めて、各駐屯地に通知している。
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上記の通達によれば、給食の実施に要する当該年度の糧食費については、方面総監部にお

いて方面定額に方面隊の延べ給食人員を乗じて算出した額（以下「総使用可能額」という。）の

範囲内で運用することとなっている。

そして、陸上幕僚監部は、「平成 19年度給食業務について（通達）」（平成 19年陸幕需第 17

号）を定めて、方面総監部に対する糧食費の予算の示達に当たっては、方面定額、営内者数

のほか、大規模災害時の備蓄のための在庫等を勘案して当年度配賦予算額等を決定して、四

半期又は月ごとに示達している。そして、この額と各駐屯地が保有する糧食の前年度繰越在

庫の調達額との合計額（以下「示達資金」という。）の範囲内で給食を実施することとして、糧

食費の定額管理、在庫管理を徹底するよう指示している。各方面総監部は、当該示達資金を

各駐屯地に配分して、各駐屯地では、駐屯地定額、定量及び栄養摂取量の基準等を考慮して

糧食を調達して、これを使用して給食を実施しており、これに要した糧食費の実績額（以下

「使用額」という。）を四半期ごとに集計して糧食費使用期報を作成して、方面総監部へ報告す

ることとされている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性、経済性、効率性等の観点から、陸上幕僚監部、 5方面総監部及び 48駐

屯地において、給食の実施に当たり通達等で定められた方面定額に基づいて糧食費は執行さ

れているか、年度末繰越在庫の管理は適切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を

行った。そして、19年度の糧食費の使用状況、在庫状況等について、糧食費使用期報等に

より検査するとともに、会計実地検査を実施しなかった駐屯地についても、陸上幕僚監部に

対して糧食費の使用状況等の報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査

した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

19年度における 5方面隊の糧食費の使用状況についてみると、表 1のとおりとなってい

た。糧食費に係る示達資金は、各駐屯地が保有する糧食の 18年度末繰越在庫相当額 18億

9524万余円に 19年度配賦予算額等 199億 1173万余円を加えた計 218億 0698万余円となっ

ており、また、総使用可能額は、194億 1644万余円となっていた。これに対して、糧食費

の使用額の合計は 198億 6548万余円となっていた。

第
3
章

第
1
節

第
14

防
衛
省

― 720 ―



表 1 平成 19年度における方面隊別の糧食費の使用状況 （単位：千円）

方面隊名

項目
北 部 東 北 東 部 中 部 西 部 合 計

示 達 資 金 4,804,865 2,860,702 6,325,895 3,934,032 3,881,486 21,806,982

総使用可能額 a 4,226,732 2,383,120 5,789,089 3,608,248 3,409,257 19,416,448

使 用 額 b 4,492,259 2,401,755 5,726,916 3,641,538 3,603,020 19,865,489

超過額 b－ a＝ c 265,527 18,634 � 62,172 33,290 193,762 449,041

超 過 割 合 c / a 6.2％ 0.7％ � 1.0％ 0.9％ 5.6％ 2.3％

駐 屯 地 数 d 28 13 34 31 24 130

超過駐屯地数 e 28 11 10 25 22 96

割 合 e / d 100％ 84.6％ 29.4％ 80.6％ 91.6％ 73.8％

このうち、東部方面隊では糧食費の使用額が総使用可能額の範囲内となっていたが、北部

方面隊等 4方面隊においては、 1人 1日当たりの糧食費が方面定額を超えており、これら 4

方面隊の総使用可能額に対する超過額の合計は 5億 1121万余円に上っている。

これを方面隊別にみると、北部方面隊で 2億 6552万余円（総使用可能額に対する使用額の

超過割合 6.2％）、西部方面隊で 1億 9376万余円（同 5.6％）と大幅に超過しており、東北方面

隊及び中部方面隊でもそれぞれ 1863万余円（同 0.7％）、3329万余円（同 0.9％）超過してい

た。さらに、当該方面隊の 19年度における四半期ごとの超過割合をみると、特に第 4四半

期に大きくなっており、北部方面隊では 23.1％、西部方面隊では 16.2％となっていた。

また、駐屯地別にみると、糧食費の使用額が駐屯地定額に延べ給食人員を乗じて算出した

使用可能額を超過していた駐屯地は、全体で 130駐屯地中 96駐屯地（超過駐屯地の割合

73.8％）となっていた。特に、北部方面隊では 28駐屯地中 28駐屯地（同 100％）、西部方面隊

では 24駐屯地中 22駐屯地（同 91.6％）となっていてほとんどの駐屯地において超過してい

た。

＜事例＞

北部方面隊では、平成 19年度において、方面定額に方面隊の延べ給食人員を乗じて算

出した糧食費の総使用可能額は計 42億 2673万余円であった。しかし、糧食費使用期報等

で確認したところ、 1人 1日当たりの方面定額を超えて糧食費を使用しており、表 2のと

おり、その使用額は計 44億 9225万余円となっていて、総使用可能額を 2億 6552万余円

超過していた。そして、北部方面隊の全駐屯地で駐屯地定額を超えて糧食費を使用してい

た。

表 2 平成 19年度における北部方面隊の四半期ごとの糧食費の使用状況 （単位：千円）

項 目 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 3四半期まで 第 4四半期 年 間

示 達 資 金 ― ― ― ― ― 4,804,865

総使用可能額 a 1,073,656 1,077,523 1,064,611 （3,215,791） 1,010,940 4,226,732

使 用 額 b 1,049,832 1,046,033 1,151,508 （3,247,374） 1,244,884 4,492,259

超過額 b－ a＝ c � 23,823 � 31,490 86,896 （31,582） 233,944 265,527

超 過 割 合 c / a � 2.2％ � 2.9％ 8.1％ （0.9％） 23.1％ 6.2％
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北部方面総監部では、示達資金の範囲内であれば方面定額に基づく総使用可能額を超え

て糧食費を使用してもよいと誤解していたことなどから、特に第 4四半期においては、同

方面隊の 1人 1日当たりの平均使用額が 1,076円となっていて、方面定額 874円に比べて

202円も超過していた。このため、既に第 3四半期までの使用額の累計が同期間までの総

使用可能額を 3158万余円超過していて、第 4四半期の総使用可能額は 10億 1094万余円

となっていたのに、第 4四半期に 12億 4488万余円を使用していて、 2億 3394万余円の

大幅な超過を生じていた。

上記のように、 4方面隊において、全国で同一基準による同質・同量の給食を実施するた

めに定められた方面定額に基づく総使用可能額を超過して糧食費を使用して、営内者等に対

して食事を支給している事態は適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、方面総監部において、糧食費については示達資金の範

囲内であれば方面定額に基づく総使用可能額を超えても使用できると誤解していたこと、陸

上幕僚監部において、方面総監部に対して糧食費については総使用可能額の範囲内で執行す

るよう指導を十分に行っていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、陸上幕僚監部は、20年 9月に各方面総監部等に対

して通達を発して、糧食費の執行に当たっては、方面定額に基づく総使用可能額の範囲内で

行うことを明確にするとともに、定額管理を適切に行うよう周知徹底するなどの処置を講じ

た。

（ 2） 海外を納地とする艦船用燃料油の調達において、契約相手方の取引実態に応じた為替

レートを適用するなどして精算する仕組みを採用するよう改善させたもの

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

所管、会計名及
び科目

防衛省所管 一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本省

平成 18年度は、

防衛省所管 一般会計 （組織）防衛本省 （項）防衛本庁

平成 17年度以前は、

内閣府所管 一般会計 （組織）防衛本庁 （項）防衛本庁

部 局 等 海上幕僚監部

横須賀地方総監部

契 約 の 概 要 海外を納地とする艦船用燃料油の調達契約

契約の相手方 3社

テロ対策特措法
下における海外
を納地とする艦
船用燃料油の調
達契約金額

358億 0803万円（背景金額）（平成 13年度～19年度）

補給支援特措法
下における海外
を納地とする艦
船用燃料油の調
達契約金額

33億 0557万円（背景金額）（平成 19、20両年度）
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テロ対策特措法
下における海外
を納地とする艦
船用燃料油の調
達契約について
取引実態を考慮
した為替レート
を適用して試算
した場合との開
差額

2億 4190万円（平成 14年度～19年度）

1 海外を納地とする艦船用燃料油の調達の概要

� テロ対策特措法及び補給支援特措法に基づく艦船用燃料油の調達の概要

海上自衛隊は、「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリスト

による攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して

我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置

法」（平成 13年法律第 113号。以下「テロ対策特措法」という。）に基づき、平成 13年 11月か

ら 19年 11月までの間に、インド洋に補給艦等の艦船を派遣して、テロリスト等の移動を

阻止するなどのための海上阻止活動に従事する諸外国の軍隊等の艦船に対して艦船が使用

する特殊な燃料油（以下「艦船用燃料油」という。）等の補給を行う協力支援活動等を実施し

てきた。その後、テロ対策特措法が 19年 11月 1日に失効した後、新たに 1年間の時限立

法として成立した「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置

法」（平成 20年法律第 1号。以下「補給支援特措法」という。）に基づき、20年 1月 16日から

再びインド洋に補給艦等を派遣して、諸外国の軍隊等の艦船に対して艦船用燃料油等の補

給を行う補給支援活動を実施している。

海上自衛隊は、これらの活動に必要となる艦船用燃料油のインド洋等の海外を納地とす

る調達を、「装備品等及び役務の調達実施に関する訓令」（昭和 49年防衛庁訓令第 4号）に基

づき、防衛大臣（19年 1月 8日以前は防衛庁長官）の承認を得て実施してきた。そして、

これらの調達に係る契約事務は横須賀地方総監部が実施してきた。

海上自衛隊は、艦船用燃料油の納入について、調達契約の相手方に対して、 1か月から

3か月までの契約期間中に数回、納入数量及び納入日を指示している。そして、契約相手

方は、バージ船（燃料等の近距離用輸送船）を手配の上、艦船用燃料油を搭載して、洋上に

て補給艦へ納入している。契約相手方は、納入までの燃料保管、輸送、関係器材の手配等

及びこの役務を遂行する上で必要となる一切の関係諸手続等を行うこととされている。

� 随意契約による艦船用燃料油の調達

海上幕僚監部は、テロ対策特措法下における調達について、13年 11月及び 16年 3月

に燃料供給能力調査を実施して、商社である A社及び B社のみが現地での確実な供給能

力があると判断した。また、海上幕僚監部は、安定的な供給を確保するために 2社による

供給態勢を採ることとした。これを受けて横須賀地方総監部は、両社との間でそれぞれ随

意契約により契約を締結していた。

予定価格の算定は、「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令」（昭和 37年防衛庁
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訓令第 35号）に基づき、一般に市場に流通している軽油の価格指標の変動率や過去の実

例、業者見積り、契約相手方の実情等を参考にするなどして、艦船用燃料油代及びバージ

船代等の諸費用から構成される米ドル建ての単価に為替レート及び数量を乗じて算定して

いる。

横須賀地方総監部は、契約方法については、補給実績や派遣部隊の行動により艦船用燃

料油の数量が変動することなどから概算契約（契約金額が契約締結時に確定しておらず、

概算額で契約して、履行が完了した段階で額を確定させるもの）として、契約履行後、実

績に基づき精算することとした。そして、契約に際して代金の実費精算に関する特約条項

を定めて、数量については実績数量、諸費用については実績額とすること、為替レートに

ついては艦船用燃料油の補給艦への納入日における TTSレート
（注）

相当とすることなどの計

算基準を定めていた。そして、精算に当たっては、契約履行後に、契約相手方から提出さ

れる実績を証する書類を確認した上で、代金を支払うこととした。

また、横須賀地方総監部は、補給支援特措法下における調達について、後述のとおり指

名競争契約によることとしているが、契約を希望する業者が 1社のみの場合には、その社

と随意契約により契約を締結している。そして、テロ対策特措法下と同様に、概算契約と

して代金の実費精算に関する特約条項を定めて、為替レートを確定する際は、艦船用燃料

油の納入日ごとで実施することとしていた。

（注） TTSレート Telegraphic Transfer Selling Rate（銀行等の対顧客電信売相場）の略で、

邦貨を米ドル貨に両替する場合には、外国為替取引手数料として 1米ドル当たり通常

1円を銀行間市場で取引される電信相場の仲値（TTMレート）に転嫁した外国為替

レート

� 指名競争契約による艦船用燃料油の調達

横須賀地方総監部は、補給支援特措法下における調達については、「公共調達の適正化

について」（平成 18年財計第 2017号）に従い契約の透明性を重視することとして、契約を希

望する業者が複数の場合には指名競争を実施して、落札した 1社と契約している。そし

て、契約に当たっては、各種指標等及び業者見積りを参考に、艦船用燃料油代及びバージ

船代等の諸費用から構成される米ドル建ての単価に為替レート及び数量を乗じて予定価格

を算定しており、これを基に総価（邦貨）で入札を実施して確定契約（契約金額が契約締結

時に確定しているもの）としている。このため、諸費用の額については契約時に確定して

おり、精算の対象とはなっていない。また、為替レートについては、予定価格算定時に直

近 1週間の為替レートの平均を基に算出した為替レートを採用しており、契約後に見直す

こととはしていない。ただし、契約履行後に契約数量と実績数量が異なる場合には、契約

時に確定した単価に実績数量を乗じた額を基に変更契約を締結していた。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、海外を納地とする艦船用燃料油の調達について、経済性等の観点から、予定価格

や支払額は市場の動向や業者の取引実態等を適切に反映したものとなっているか、入札等に
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おいて透明性や競争性が確保されたものとなっているかなどに着眼して検査した。そして、

横須賀地方総監部が、テロ対策特措法下において 13年度から 19年度までの間に、海外を納

地として A社又は B社との間で締結した 162契約計 358億 0803万余円及び補給支援特措法

により補給支援活動を開始した 19年度以降に締結した 4契約計 33億 0557万余円を対象と

して、同地方総監部及びインド洋上での艦船用燃料油の納入等の現場において、契約に関す

る書類等により会計実地検査を行うとともに、A社及び B社に対して、会計検査院法第 23

条第 1項第 7号の規定により検査することに決定して会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、艦船用燃料油の調達について、次のような事態が見受けられた。

� 為替レートについて

ア 随意契約における為替レートの取扱い

テロ対策特措法下で随意契約により締結した契約では、横須賀地方総監部は、前記の

特約条項に基づき、契約相手方の取引銀行が証明した納入日における TTSレートを採

用するとともに、市中の金融機関が外国為替取引金額や信用度等を総合的に勘案して、

顧客ごとに外国為替取引手数料を決定しているという取引慣行を踏まえて、A社及び B

社それぞれの同手数料を精算に反映させるための検討を行い、同手数料を、A社につい

ては 1円、B社については 0.75円としていた。

一方、A社及び B社の仕入先への支払は次のように行われていた。

両社は、艦船用燃料油を、補給艦への納入ごとに必要数量を仕入れたり、補給艦への

予定数量や在庫等を勘案して適宜仕入れたりしていた。

そして、A社は、支払のための外貨を十分に保有していないことなどから、納入日の

前後に、納入日の属する月の 1、 2か月程度後の日を決済期日として為替レート（以下

「為替予約レート」という。）を定めて金融機関と外貨の売買を予約する為替予約をしてお

り、これにより支払に必要な外貨の多くを確保して仕入先に支払っていた。為替予約

は、決済期日における為替レート及び取引金額を事前に予約することにより、その後の

為替相場の変動リスクを軽減できるほか、前記の取引慣行等により、予約日の TTS

レートと比べて、より低いレートでの外貨調達が可能となる場合も多く、横須賀地方総

監部が採用した納入日の TTSレートに比べて、A社の為替予約レートはおおむね低い

結果となっていた。

また、B社は、外貨での取引も多いことから外貨預金を保有していて、艦船用燃料油

の仕入先に対して、外貨預金から直接送金していた。このため、B社は、金融機関に対

して、送金手数料の支払は要するものの、外貨買いが生じないことから外国為替取引手

数料は発生していなかった。

横須賀地方総監部が締結した艦船用燃料油調達契約（14年度～19年度）における外国

為替取引手数料相当額について、仮に同地方総監部が採用した前記の TTSレートと、

A社については前記の為替予約レート等を基に、B社については外国為替取引手数料を

除いた為替レートを基にそれぞれ計算すると、A社については 1億 4601万余円、B社
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については 9589万余円、計 2億 4190万余円の開差が生ずることとなる。

このように、テロ対策特措法下では、艦船用燃料油の仕入先への送金方法、送金時期

等は、特約条項等が想定している取引実態とは必ずしも一致していない状況となってお

り、外国為替取引手数料相当額において開差が生じていることから、実際に支払った際

の為替レートを用いるなど、契約相手方の取引実態に応じた為替レートを適用して精算

することなどを定めた特約条項を作成するなどして精算する必要があると認められた。

また、補給支援特措法下で随意契約により締結した契約では、特約条項により、為替

レートを確定する際は、艦船用燃料油の納入日ごとで実施するとしていたが、契約相手

方の仕入先への送金方法、送金時期等の取引実態に応じた為替レートを適用して精算す

ること及び契約相手方が提出すべき証票等が明示されておらず、契約相手方の取引の実

態に応じた為替レートを適用して適切に精算することが困難となるおそれがあると認め

られた。

イ 指名競争契約における為替レートの取扱い

補給支援特措法下で指名競争契約により締結した契約では、予定価格算定時に採用し

た為替レートを契約後に見直すこととはしていなかった。

ちなみに、横須賀地方総監部が 20年 2月に指名競争を実施した契約についてみる

と、予定価格算定時から精算時まで為替レートを 1米ドル 106.58円としていたが、 2

回の納入日における市中金融機関の為替レートは、 1米ドル 102.88円及び 99.90円と

なっていた。

このため、海外を納地とする艦船用燃料油の調達契約においては、業者は、外貨建て

により仕入先に代金を支払うことが通例であるため、為替相場の変動によっては大きな

影響を受けることとなる。

ウ 今後の調達における為替レートの取扱い

以上のことから、契約方式にかかわらず、契約相手方の取引実態に応じた為替レート

を適用して精算することなどを定めた特約条項を作成するなどして精算する必要がある

と認められた。

また、入札等において、邦貨で表示される予定価格及び入札者の入札価格に対する適

用為替レートの影響をなくして、調達する物品等の価格のみを対象として比較が可能と

なるよう、あらかじめ入札時に為替レートの条件を入札予定者に示すなどして、契約の

透明性及び競争性を確保する必要があると認められた。

� 指名競争契約におけるバージ船代等の諸費用について

補給支援特措法下で指名競争契約により締結した契約では、バージ船代等の諸費用を精

算の対象としていなかったことから、横須賀地方総監部は、諸費用の実績額を証する書類

等の提出を求めていなかった。

そして、これらの価格の指標となるものが国内等ではほとんど入手できないことから、

横須賀地方総監部は、諸費用の予定価格を、事前に業者から徴した見積りを基に算定して

いた。
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しかし、これらの諸費用について、専ら業者見積りを基に予定価格を算定していて、実

績額を証する書類の提出を求めないまま支払額を確定することは、仮に、契約後、実際の

業務で契約相手方が要した費用と事前に確定していた費用に開差を生じていたとしても、

発注者である海上自衛隊はそのことを確認することができず、予定価格及び支払額の適正

性を担保することが困難となる。さらに、以後の契約においても、見積価格を基に予定価

格を算定し続けることになる。

また、諸費用のうち、契約相手方の立会業務の回数や納入時に必要となる諸器材の使用

の有無等は、専ら発注者である海上自衛隊の要請により変動するものであり、これらの費

用についても代金の精算の対象とせず事前に確定額とすることは、契約相手方に対して想

定外の費用を負担させることとなったり、不要となった場合でもその費用を支払うことと

なったりすることとなり、契約価格の適正性を担保することが困難となると認められた。

� 改善の必要があると認められた事態

上記�、�のように、艦船用燃料油の調達に当たり、契約相手方の取引の実態に応じた

為替レートを適用して精算する仕組みが十分でない事態や、入札時等における為替レート

の条件により契約の透明性及び競争性が確保されていない事態、また、諸費用について価

格の適正性を担保することが困難となっている事態は適切とは認められず、改善の必要が

あると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められた。

ア 横須賀地方総監部において、海外を納地とする艦船用燃料油の調達について、入札時等

における為替レートを入札予定者に提示するなど為替レートの条件を同一にするために配

慮すること、契約相手方の取引の実態に応じた為替レートを適用して精算すること、及び

諸費用に係る契約価格の適正化を図ることなどの認識が十分でなかったこと

イ 海上幕僚監部において、海外を納地とする燃料油の調達に関して、外国為替取引の実態

や諸費用の取扱いについての認識及び指導が十分でなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、海上幕僚監部及び横須賀地方総監部は、次のような

処置を講じた。

ア 横須賀地方総監部は、海上幕僚監部と協議の上、20年 8月に、指名競争契約により締

結した海外を納地とする艦船用燃料油の調達契約において、入札予定者に対して、予定価

格算定時に用いる為替レートを提示するとともに、為替レートの適用については、契約相

手方の取引実態に応じて精算を行うよう特約条項を定めた。また、諸費用についても精算

の対象として、契約履行後、契約時に定めた上限価格の範囲内で精算することとした。

イ 海上幕僚監部は、海外を納地とする燃料油の今後の調達に係る上記のような手続を周知

するため、20年 9月に各地方総監部に対して通知を発した。
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（ 3） 航空自衛隊の補給処で保管中に有効期限が超過した救難機等搭載用の救難火工品等を

訓練用として有効活用することにより、効率的な運用が行われるよう改善させたもの

所管、会計名及
び科目

防衛省所管 一般会計 （組織）防衛本省

（項）防衛本省

（項）装備品等整備諸費

�
�
�
�
�
�
�

平成 17年度以前は、

内閣府所管 一般会計 （組織）防衛本庁

（項）防衛本庁

（項）装備品等整備諸費

�
�
�
�
�
�
�

部 局 等 航空幕僚監部（物品管理の総括部局）

航空自衛隊補給本部（物品補給事務の総合調整部局）

航空自衛隊第 4補給処（火器、弾薬等の保管、補給等担任部局）

救難機等搭載用
の救難火工品等
の概要

救難活動等の安全を確保するために、救難機等から海上に投下して、

発煙、発光等による信号又は照明を行うもの

補給処で保管中
に有効期限が超
過したことを理
由に廃品となっ
たもの

� 信号筒海上救難投下用

426個 2598万円（平成 19年度末）

	 信号発煙照明筒マリンマーカ

163個 302万円（平成 19年度末）

計 589個 2901万円（平成 19年度末）

1 救難機等搭載用の救難火工品等の概要

� 救難機等搭載用の救難火工品等の概要

航空自衛隊は、航空機搭乗者の救難や災害派遣による救助等の際に、海面の捜索や位置

表示等をするために使用する照明筒、信号筒等を毎年度多数調達して、これらを管理・運

用している。このうち、救難機等搭載用の照明筒、信号筒等（以下、これらを合わせて「救

難機搭載火工品等」という。）には 4種類あり、救難隊等が遭難者の位置を明示したり、救

助活動の安全を確保したりするために使用するもので、品名及び有効期限は次表のとおり

となっている。

表 救難機搭載火工品等一覧

品 名 有効期限

信号筒海上救難投下用 17か月

信号発煙照明筒マリンマーカ 18か月

照明筒ちょう光 2型 24か月

航法目標弾 24か月

そして、救難機搭載火工品等の管理上の区分としては、実際に事故等が発生した場合に

航空機搭乗者の救難や災害派遣による救助等の際に使用する実用分と、実用に相当する事

態を想定した訓練に使用するための訓練用分とがあり、両者は同一の製品である。
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また、救難機搭載火工品等の有効期限については、その取扱いなどを定めた技術指令書

によると、品名ごとに、製品の信頼性能を満足して作動する期間を基に、上記のとおりそ

れぞれ 17か月から 24か月の間で定められている。ただし、有効期限が超過しても、実用

ではなく訓練用として使用する場合には、供用先の救難隊等において 6か月ごとに製造単

位で燃焼試験等による安全性の確認試験を実施して、合格した場合には訓練用として引き

続き使用することができることとなっている。

� 救難機搭載火工品等の補給

救難機搭載火工品等の補給は、救難機等が配備されている各基地（分屯基地を含む。以

下「各基地」という。）が保有すべき必要在庫数量（以下「割当数量」という。）や各基地が現に

保有している数量を考慮して、次のとおり行われている。

ア 実用分の割当数量は、航空幕僚監部が示した配分基準に基づき、航空自衛隊補給本部

（以下「補給本部」という。）が救難機等の機体数に応じて各基地ごとに定めている。そし

て、実際の補給に当たっては、毎年度、この割当数量の全数を新品に更新できるよう

に、航空自衛隊第 4補給処（支処を含む。以下「第 4補給処」という。）が各基地に払い出

しており、更新された前年度の実用分（以下「旧実用分」という。）については、管理上の

区分を訓練用に変更して使用することとして、各基地は物品管理簿において両者を区分

して管理している。

イ 一方、訓練用分の割当数量は、第 4補給処等が救難隊等全体の要望数と在庫数量及び

予算等とを勘案するなどして定めている。そして、実際の補給に当たっては、各基地ご

との割当数量から、各基地が現に保有している数量（前年度の訓練用の未使用分及び旧

実用分）を差し引いた数量を、各基地からの請求に基づき数回に分けて払い出してい

る。ここで差し引かれた前年度の未使用分には有効期限が超過したものも含まれてい

る。

そして、第 4補給処は、製造会社から納入される救難機搭載火工品等の受領、保管、各

基地への払出しなどの業務を行っており、その受払いなどの都度、使用可能品、使用不能

品、廃品の区分ごとに数量の増減等を記録して管理している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

航空自衛隊は、救難機搭載火工品等を毎年度多数調達して、任務の円滑な遂行を確保する

ために相当数を管理・運用している。

そこで、本院は、効率性等の観点から、救難機搭載火工品等の管理及び運用が適切に行わ

れているかなどに着眼して、航空幕僚監部、補給本部、第 4補給処及び 8基地
（注）

において、会

計実地検査を行った。そして、平成 18、19両年度に保有していた救難機搭載火工品等 4品

目を対象として、納入、供用、管理換、使用、返納等の異動の状況を物品管理簿等の記録や

現物を確認するなどして検査した。

（検査の結果）

救難機搭載火工品等の受払状況を検査したところ、次のような事態が見受けられた。
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すなわち、16年 9月に第 4補給処に納入された信号筒海上救難投下用（19年度末の物品管

理簿上の単価 61,005円）1,100個のうち 426個（25,988,130円）は、一度も払い出さないまま

18年 2月に有効期限（17か月）が超過しており、第 4補給処は、これらを使用可能品から使

用不能品へと区分を変更した後に、不用決定の手続を経て 19年 3月に廃品としていた。ま

た、同様に、16年 10月に納入された信号発煙照明筒マリンマーカ（19年度末の物品管理簿

上の単価 18,585円）1,800個のうち 163個（3,029,355円）は、18年 4月に有効期限（18か月）が

超過しており、第 4補給処は、これらを使用不能品へと区分を変更した後に、不用決定の手

続を経て 19年 3月に廃品としていて、その後、有償で廃棄していた。

このように、第 4補給処において、納入後一度も払い出すことなく、有効期限が超過した

ことを理由に使用不能品に区分して、18年度末に廃品とした救難機搭載火工品等は、計 589

個で、その合計額は 29,017,485円となっている。

一方、供用先の救難隊等は、救難機搭載火工品等の訓練用の需要に充てるために、毎年

度、更新された旧実用分を訓練用として使用するほか、訓練用として相当数の新規の払出し

を受け入れており、これらのうち有効期限が超過したものについては、技術指令書に基づい

て安全性確認試験を行った上ですべて訓練用として引き続き使用していた。

したがって、救難機搭載火工品等について、供用先の救難隊等は、有効期限が超過したも

のも訓練用として引き続き使用しているにもかかわらず、第 4補給処は、同処で保管中に有

効期限が超過したものを訓練用として払い出すことを十分検討することなく、これらを廃品

とする一方で、訓練用に専ら新規調達品を払い出している事態は、効率的な使用に対する配

慮を欠いていて適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、航空自衛隊において、第 4補給処で保管中に有効期限

が超過した救難機搭載火工品等を救難隊等が訓練用として使用するために払い出す手続が定

められておらず、これらを効率的に使用することの検討が十分でなかったことなどによると

認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、航空幕僚監部は、20年 9月に、補給本部等に対し

て、救難機搭載火工品等の有効期限の管理及び一層の計画的かつ有効な使用を図るよう指示

する通達を発して、補給本部はこれを受けて各補給処に同様の指示を行うとともに、第 4補

給処に対して所要の措置を執るよう通達を発した。第 4補給処は、これを受けて、救難機搭

載火工品等の細部管理要領を定めて、第 4補給処で保管中に有効期限が超過した救難機搭載

火工品等を救難隊等が訓練用として使用するために払い出す手続を定めるとともに、これら

を可能な限り訓練に活用してその効率的な使用を図るよう各基地と調整するなどの処置を講

じた。

（注） 8基地 千歳、百里、入間、小松、浜松、小牧、新田原、那覇各基地
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（ 4） 進展のめどが立たない送信所の建設事業について、建設を中止するなど適切な対応策

を講ずるよう改善させたもの

所管、会計名及
び科目

内閣府所管 一般会計 （組織）防衛本庁 （項）施設整備費

�
�
�
�
�

平成 11年度以前は、

総理府所管 一般会計 （組織）防衛本庁

（項）施設整備費

�
�
�
�
�

防衛省所管 一般会計 （組織）防衛施設庁

（項）施設運営等関連諸費

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平成 17年度以前は、

内閣府所管 一般会計 （組織）防衛施設庁

（項）施設運営等関連諸費

平成 11年度以前は、

総理府所管 一般会計 （組織）防衛施設庁

（項）施設運営等関連諸費

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

部 局 等 内部部局（自衛隊施設取得の基本事項所掌部局）

沖縄防衛局（契約部局）（平成 19年 8月 31日以前は那覇防衛施設局）
しよう

送信所の概要 海上自衛隊那覇航空基地からの情報を洋上の固定翼哨戒機に送信す

る施設

不動産購入費 26億 9594万余円（平成 3年度～14年度）

借 料 9億 3066万余円（昭和 63年度～平成 19年度）

不動産購入費及
び借料の合計額

36億 2661万円

1 送信所の概要

防衛省（平成 19年 1月 8日以前は内閣府防衛庁、13年 1月 5日以前は総理府防衛庁）は、

昭和 52年度以降に係る防衛計画の大綱（昭和 51年 10月国防会議・閣議決定）、「中期防衛力整

備計画（昭和 61年度～平成 2年度）」（昭和 60年 9月国防会議・閣議決定）等に基づき、平成 2年
しよう

度から P― 3 C型固定翼哨戒機（以下「P― 3 C」という。）を海上自衛隊那覇航空基地に逐次

配備している。P― 3 Cを配備・運用するためには、P― 3 Cに対する戦術支援と指揮管制

を行う対潜戦作戦センター（以下「作戦センター」という。）及び洋上を飛行する P― 3 Cと作

戦センター間の短波無線による交信を確保するための送受信所が必要となることから、防衛
くにがみ

省は、作戦センターを那覇航空基地内に、受信所を沖縄県国頭郡国頭村に整備することとし

た。そして、送信所については、受信所から一定距離以上離れていること、電波環境が良好
もと ぶ

なことなどの要件を満たしていることから、国頭郡本部町豊原区を適地として選定した。

防衛省は、昭和 63年 4月に海上自衛隊本部送信所（以下「送信所」という。）の建設用地の借

上げを含む「昭和 63年度海上自衛隊施設取得等基本計画書」を策定した。そして、沖縄防衛

局（平成 19年 8月 31日以前は那覇防衛施設局。以下「防衛局」という。）は、毎年度の海上自

衛隊施設取得等基本計画書に基づき、昭和 63年度から、順次、送信所の建設用地約 30万

第
3
章

第
1
節

第
14

防
衛
省

― 731 ―



5千�について、用地の買収又は借上げ（以下「取得等」という。）を行い、平成 19年度末時点

で全体の約 96％を取得等している。そして、同年度末における取得等に要した経費の累計

額は、買収（面積 109,159.2�）に要した額 26億 9594万余円、借上げ（面積 183,468.3�）に要

した額 9億 3066万余円、計 36億 2661万余円に上っている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、防衛局が送信所の用地の取得等を開始して既に約 20年経過していることから、

防衛省の内部部局、海上幕僚監部、防衛局等において、経済性、有効性等の観点から、用地

の取得等に多額の費用を投入した施設整備が着実に進ちょくしているかなどに着眼して会計

実地検査を行った。そして、19年度までに取得等した用地 292,627.6�を対象として、担当

者等から説明を聴取するとともに毎年度の海上自衛隊施設取得等基本計画書等の書類及び現

地の状況を確認するなどの方法により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

防衛局は、昭和 63年度から用地の取得等を開始して、同年度末時点で全体の約 87％を取

得等していたが、平成元年 3月に本部町議会（以下「町議会」という。）が送信所建設反対に関

する意見書を可決するなど、地元は反対姿勢を強める状況にあった。その後、 3年 3月に町

議会が一転して建設促進要請を可決するなどしたことから、翌 4年 3月に町議会で送信所建

設予定地内の町道を廃止する議案が可決された。しかし、同年 7月に防衛局が行おうとした

測量は、現地での抗議活動等のため実施できない状態であった。そして、同年 10月に沖縄

県は、防衛局が提出した里道の用途廃止申請について本部町豊原区の同意書が添付されてい

ないことなどを理由に不受理とした。また、 7年 3月に町議会は、 4年 3月に廃止を決議し

た町道を復活するための路線認定等を全会一致で可決した。さらに、10年 8月の選挙で当

選した町長も送信所建設反対の姿勢を示して、14年 9月に町長が再選された後に、防衛局

が送信所の建設について数度にわたり調整を試みたものの、進展が見られなかった。

このように、送信所の建設が困難な状況となっていることから、防衛省は、送信所の建設

経費については 4年度以降まったく予算要求をしていない。なお、海上自衛隊は、長期間に

わたり送信所が未整備であることから、那覇航空基地内に設置している応急用空中線等を暫

定的に使用して P― 3 Cへの送信を行っている状況である。

そして、防衛省の内部部局は、送信所建設について再検討するため、15年 12月に各自衛

隊に対して建設用地を送信所以外の目的に利用することができないかなどについて照会し

て、16年 1月に各自衛隊から利用の予定はない旨の回答を得ていた。しかし、防衛省は、

その後も送信所の建設を断念することなく、地元の理解を得て送信所の建設を実現したいと

する方針を堅持していた。

以上のように、送信所の建設のめどが立っておらず、19年度までに取得等した用地

292,627.6�（これに要した経費の累計額 36億 2661万余円）が長期間にわたり遊休していて投

資効果が発現していない事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、防衛省において、送信所の建設が困難な状況を認識し
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ていたにもかかわらず、地元の理解を得て送信所の建設を行うとの方針を見直さなかったこ

となどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、防衛省は、20年 6月に送信所の建設中止を決定し

て、同年 7月に地元自治体等に対して建設中止について説明するとともに、送信所建設計画

に係る予算要求を行わないこととするなどの処置を講じた。

（ 5） 住宅防音工事の助成事業の実施に当たり、工事施工の直前に転入した者が含まれてい

る助成に関する審査等の手続を見直すことにより、事業が適切に実施されるよう改善

させたもの

所管、会計名及
び科目

内閣府所管 一般会計 （組織）防衛施設庁 （項）施設運営等関連諸費

部 局 等 9防衛施設局等（平成 19年 9月 1日以降は 9防衛局等）

補 助 の 根 拠 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和 49年法律第 101

号）、予算補助

補助事業の概要 自衛隊等の航空機により生ずる音響に起因する障害を防止又は軽減す

るために、住宅の所有者等が施工する住宅防音工事に関して助成の措

置を執るもの

防音工事に対す
る国庫補助金交
付額

651億 6482万余円（平成 16、17両年度）

直前転入した者
が含まれている
防音工事に対す
る国庫補助金交
付額

46億 6061万余円（平成 16、17両年度）

上記のうち防音
工事実施期間中
に転出した者が
含まれている防
音工事に対する
国庫補助金交付
額

7億 2810万円（背景金額）

1 住宅防音工事の助成事業の概要

防衛施設庁（平成 19年 9月 1日以降は防衛省）は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関

する法律（昭和 49年法律第 101号）等に基づき、自衛隊等の航空機の離着陸等の頻繁な実施に

より生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛施設庁長官（19年 9月 1日以降は防衛

大臣）が指定する飛行場等の周辺の区域において、指定の際に既に所在する住宅について、

その所有者等が、上記の障害を防止又は軽減するために施工する住宅防音工事に関して助成

の措置を執っている。そして、この助成の措置として、住宅に遮音等の機能を附加する住宅

防音工事（以下「防音工事」という。）を実施する者に対して、教育施設等騒音防止対策事業費

補助金（以下「補助金」という。）を交付しており、その交付件数、交付額は、16年度 11,269

件、355億 1200万余円、17年度 9,278件、296億 5282万余円、計 20,547件、651億 6482万
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余円となっている。

防音工事における補助金の交付の対象とする経費は、「防衛施設周辺住宅防音事業補助金

交付要綱」（昭和 50年防衛施設庁訓令第 3号。以下「交付要綱」という。）等により、防音工事に必

要な工事費、設計監理費等とされ、工事費等の合算額に 10分の 10を乗じて得た額が補助金

の交付額とされており、それぞれの経費は防音工事を実施する居室数等に基づいて定めた額

を超えないものとされている。また、防音工事の補助対象居室数（以下「対象居室数」とい

う。）は、補助金の交付申請時において、現に居住する世帯人員に応じたもの（ 5居室を限度

として、世帯人員に 1を加えた居室数）などとされており、その世帯人員は、原則として住

民基本台帳に登載された世帯の人員とされている。

そして、 9防衛施設局等
（注 1）
（19年 9月 1日以降は 9防衛局等

（注 2）
。以下「防衛施設局」という。）

は、上記のように対象居室数の基となる世帯人員を、次の方法により確認するなどしてい

る。

� 補助金の交付申請の前に防音工事の希望者から提出される交付申込書に、原則として住

民票を添付させる。

� 住民票の世帯人員は、住民の様々な事情から現実の世帯人員と相違する場合があること

から、補完的に現地調査を行い、現地調査において不自然な家族形態又は同居形態と思わ

れるような転入者がある場合には、その事情を聴取する。

� 補助金の交付申込書に記載された内容について変更があった場合には、変更事項が確認

できる書面を添えて速やかに報告させる。

� 補助金の交付申請の際に、世帯人員を書面により報告させる。

その上で防衛施設局は、補助事業者が防音工事の完了検査後に提出した補助事業等実績報

告書に基づき完了確認を行い、補助金の額を確定して、補助事業者に対して補助金を交付し

ている。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

防衛施設局は、前記のとおり、毎年度約 10,000件に上る防音工事に対して補助金を交付

しているが、防音工事を希望する届出の件数は 18年度末現在でなお約 65,000件と多数に

上っている状況である。

そこで、本院は、防衛施設局において、合規性、効率性等の観点から、補助事業の審査が

適切に行われているか、審査の際に徴するなどした資料を十分活用することにより、防音工

事の希望者に補助金が効率的に交付されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。

（検査の対象及び方法）

検査に当たっては、工事施工年度の前年度の 4月 1日以降に防音工事を実施する住宅に転

入（以下「直前転入」という。）した者が含まれている防音工事を対象に検査した。すなわち、

16、17両年度の防音工事のうち、交付申込書に添付された住民票の写しにより、直前転入

した者が含まれている防音工事を選定して、その防音工事、16年度 970件（国庫補助金 26

億 0528万余円）、17年度 703件（同 20億 5532万余円）、計 1,673件（国庫補助金計 46億

6061万余円）を対象に、直前転入した者のその後の居住状況について、当該市町村より交付

を受けた住民票の写しを確認するとともに、防衛施設局より現地調査の状況を確認するなど

の方法により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。
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直前転入した者が含まれている防音工事 1,673件における世帯人員は、表 1のとおり、計

4,791人であり、このうち直前転入した者は 3,573人であった。そして、これらの防音工事

のうち、直前転入して、交付申込書の提出から補助金の額の確定までの間（以下「防音工事実

施期間」という。）に当該住宅から転出していた者が含まれている防音工事は、295件（国庫補

助金計 7億 2810万余円）となっていた。

上記 295件の防音工事における世帯人員は計 814人であり、このうち半数以上の 490人が

直前転入して、防音工事実施期間中に当該住宅から転出していた。また、この 490人のうち

318人は交付申込書の提出前 3か月以内に当該住宅に転入していた。

表 1 直前転入した者が含まれている防音工事のうち、直前転入して、防音工事実施期間中に当該住宅

から転出した者が含まれている防音工事の件数等

年 度

直前転入した者が含まれている防音工事 左のうち直前転入して、防音工事実施期間中に当該
住宅から転出していたもの

件数

（件）

国庫補助金
交付額

（千円）

世帯
人員

（人）

左のうち直前
転入した者

（人）

件数

（件）

国庫補助金
交付額

（千円）

世帯
人員

（人）

左のうち直前転入した者
（うち交付申込書の提出
前 3か月以内に転入した
者） （人）

平 成

16 970 2,605,288 2,788 2,080 162 360,555 448 247（140）

17 703 2,055,325 2,003 1,493 133 367,552 366 243（178）

計 1,673 4,660,613 4,791 3,573 295 728,108 814 490（318）

これら防音工事実施期間中に転出した 490人について、その転出時期及び転出先を調査し

たところ、表 2のとおり、154件の防音工事における転出者 265人（54.1％）が補助金の交付

申請前に転出していたり、184件の防音工事における転出者 306人（62.4％）が直前転入の前

と同じ住宅に転出していたりなどしていた。

表 2 防音工事実施期間中に転出した 490人の転出時期及び転出先

区 分
年

度

転 出 の 時 期

合 計
補助金の交付申請前 補助金の交付申請から額

の確定まで

直前転入の前と同じ
住宅に転出した者

平成
16

件数
51

人数
84

件数
47 �

人数
64

件数
96

人数
148

17 55 107 34 � 51 88 158

計 106 191
＜39.0＞

81 � 115
＜23.5＞

184 306
＜62.4＞

直前転入の前と異な
る住宅に転出した者

16 30 49 38 � 50 66 99

17 18 25 33 � 60 45 85

計 48 74
＜15.1＞

71 � 110
＜22.4＞

111 184
＜37.6＞

合 計

16 81 133 85 � 114 162 247

17 73 132 67 � 111 133 243

計 154 265
＜54.1＞

152 	 225
＜45.9＞

295 490
＜100＞

注� 同一の防音工事において、世帯人員が複数で、転出の時期が異なるもの（表中の（ ）書きで内数）

があるため、件数の合計は一致していない。

注� ＜ ＞書きは、転出した 490人に対する割合（％）である。
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そして、防衛施設局は、交付申込書に添付された住民票の写しにより確認した後、補完的

に現地調査を行っているが、中にはその記録を保管していない防衛施設局もあるなど、この

調査結果がその後の世帯人員の確認において、有効に活用できていなかった。また、上記の

490人について、交付申込書に記載された内容に変更があったにもかかわらず、補助事業者

から報告を受けた実績もなかった。

＜事例＞

A防衛施設局は、平成 17年度に、B市に居住する補助事業者 Cが実施する 4居室の防

音工事に対して 435万余円の国庫補助金を交付していた。補助事業者 Cが 17年 7月 15

日に同局に提出した交付申込書によれば、世帯人員は、補助事業者 C本人及び同居して

いる 2人の計 3人であることから、対象居室数は 4居室としていた。そして、交付申込書

に添付されていた住民票の写しによれば、補助事業者 Cは、同年 7月 1日に D市の住宅

から、同居している 2人は、16年 9月 17日に B市内の住宅から直前転入していた。その

後、同局の審査を受けて、補助事業者 Cは、17年 12月 7日に補助金の交付申請を行い、

防音工事を実施して、18年 3月 28日に同局から補助金の額の確定を受けていた。

しかし、今回確認した住民票の写しによれば、当該住宅の所有者である補助事業者 C

は、補助金の交付申請前の 17年 8月 16日には既に直前転入の前と同じ住宅に転出してい

たが、世帯人員等の変更事項が確認できる書面は同局に提出されておらず、補助金の交付

申請の際に世帯人員を報告する書面においても世帯人員は 3人であると報告していた。そ

して、同局の審査においても上記の状況を確認できておらず、現地調査を実施した際の記

録も保存されていなかった。

（参 考 図） 補助事業者 Cの異動状況

上記のように、直前転入して、防音工事実施期間中に転出した者が含まれている防音工事

において、転出した者が補助金の交付申請前に転出していたり、直前転入の前と同じ住宅に

転出していたりするなどの事態が多数見受けられた。このような事態は、対象居室数を増や

すために意図的に直前転入を行っている補助事業者等が存在する可能性を排除し得ず、他の

補助事業者との公平性の面から、また、防音工事の希望者が多数待機する中、限られた予算

の効率的な執行の面からも適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、防衛施設局における審査体制が、次のように十分でな

かったことなどによると認められた。
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ア 交付申込書とその添付書類の内容を確認するために行った現地調査の際に、補助事業者

から聴取した内容の記録を保存していない防衛施設局があるなど、補助金の交付決定以降

の世帯人員の確認において、その情報を有効に活用していなかったこと

イ 補助事業者に対して、補助事業が完了するまでの間、補助金の交付申請時と世帯人員等

の内容に変更があった場合の報告をさせることとしているものの、報告の時期及び方法に

ついて具体的に示していなかったこと

ウ 補助事業者に対して、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は交付決

定の取消し、補助金の返還等の措置が講じられることとなる旨を、周知徹底していなかっ

たこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、防衛省は、20年 3月に、交付要綱を改正して、防

音工事の助成事業に関する審査等の手続を見直すとともに、各防衛局長等に対して、通達等

を発して、次のような処置を講じた。

ア 補助金の交付申込書の提出を行った者（世帯人員を含む。）のうち、当該申込書の提出前

3か月以内に転入してきた者については、現地調査において転入理由及び今後の異動の可

能性を聴取してその内容を記録に残した上、助成の可否を判断することとした。特に、当

該申込書の提出前 1か月以内に転入してきた者については、原則として、世帯人員の対象

外とすることとした。

イ アにより防音工事の助成の対象とする者については、

� 補助金等交付申請書及び世帯人員を報告する書面の提出に併せて、世帯人員の住民票

等を提出させて、上記アの記録を参考に世帯人員の確認を行うこととした。

� 補助事業等実績報告書の提出時に世帯人員を報告する書面を提出させて、その後に、

世帯人員の住民票を公用で取得して、上記アの記録を参考に世帯人員を報告する書面と

世帯人員の住民票が合致しているか確認することなどにより、補助金の額の確定を行う

こととした。また、世帯人員に変更がある場合にはその理由について確認するととも

に、必要に応じて現地調査等を行い補助金の額の確定を行うこととした。

ウ 防音工事を希望する住宅に、居住していない者の住民票を移すなどして世帯人員を偽り

補助金の交付を受けた場合には、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置が講じられる

こととなる旨を記載した「交付決定に係る留意事項」を補助事業等交付決定通知書とともに

補助事業者に送付して、補助事業者等に対して周知徹底を図ることとした。

（注 1） 9 防衛施設局等 札幌、仙台、東京、横浜、大阪、広島、福岡、那覇各防衛施設局、

名古屋防衛施設支局

（注 2） 9防衛局等 北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防

衛局、東海防衛支局
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平成 17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

任期制自衛官に係る退職手当制度について

�
�
�

平成 17年度決算検査報告 68ページ参照

平成 18年度決算検査報告 483ページ参照

�
�
�

1 本院が表示した意見

（検査結果の概要）

防衛庁（平成 19年 1月 9日以降は防衛省）は、防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和 27

年法律第 266号）に基づき、 2年又は 3年を任用期間として任用される自衛官（以下「任期制自

衛官」という。）に対して、任用期間の満了時に退職手当を支給している。この退職手当は、

退職時の俸給日額に任期ごとに定められた支給日数を乗じて得た額を支給するものであり、

国家公務員退職手当法（昭和 28年法律第 182号）に基づく退職手当と同様に勤続に対する報償

としての性格を基本的には有するものの、短期任用という極めて特殊な任期制自衛官の任用

形態を考慮して任期満了時に所定の額を一律に支給するものとなっている。

国家公務員の育児休業等に関する法律（平成 3年法律第 109号）により、国家公務員には育児

休業制度が設けられており、自衛官は、任命権者の承認を受けて、子が 3歳に達する日まで

育児休業をすることができることとなっている。また、任命権者は、自衛隊法（昭和 29年法

律第 165号）により、心身の故障のため長期の休養を要する自衛官について、 3年を超えない

範囲において休職させることができることとなっている。そして、育児休業又は休職をして

いる自衛官は、いずれも自衛官としての身分を保有するが、職務に従事しないこととなって

いる。

そこで、経済性等の観点から、退職手当の支給を受けた任期制自衛官の職務への従事状況

に着眼して検査したところ、任用期間中に育児休業等により職務に従事していない期間の

あった者に対しても、退職手当が減額することなく支給されていた。しかし、このような事

態は、任用期間の全期間にわたり職務に従事した任期制自衛官との間に不均衡を生じてお

り、勤続に対する報償という任期制自衛官の退職手当の基本的性格に照らして適切でないと

認められた。

このような事態が生じているのは、現行の任期制自衛官に係る退職手当制度では、育児休

業等により職務に従事しない期間を退職手当の算定上考慮することとなっていないことによ

ると認められた。

（検査結果により表示した意見）

任期制自衛官に係る退職手当制度において、職務に従事しない期間を退職手当の算定上考

慮するよう、防衛庁長官に対して 18年 10月に、会計検査院法第 36条の規定により意見を

表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、防衛本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

すなわち、防衛省は、任期制自衛官の退職手当の算定に当たり、育児休業等により職務に

従事しない期間の任用期間に占める割合を基に除算すべき日数を算出して支給日数から減ず

ることなどを内容とする「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」を作

成した。同法律案は第 168回国会（臨時会）に提出された。
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なお、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（平成 19年法律第 124号）

は 19年 11月 30日に公布されて、本件の除算に係る規定については 20年 1月 1日に施行さ

れた。

平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

（ 1） 着後手当の支給について

（平成 18年度決算検査報告 461ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

（検査結果の概要）

防衛省（平成 19年 1月 8日以前は内閣府防衛庁）は、陸上、海上、航空各自衛隊の隊員が

新たに採用され又は転任を命ぜられて移転する場合、国家公務員等の旅費に関する法律（昭

和 25年法律第 114号。以下「法」という。）に基づき、新居住地に到着後、新住居を見付けるま

での旅館等の宿泊料やあいさつなどに要する費用に充てるために、赴任旅費の一部として、

着後手当を支給しており、その支給額は、法第 24条により、日当定額の 5日分及び宿泊料

定額の 5夜分（以下「 5日 5夜分」という。）に相当する額と定められている。

一方、法第 46条及び国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について（昭和 27年蔵計

第 922号。以下「運用方針」という。）によると、法の規定による旅費を支給した場合には不当

に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなるなど、旅費計算の建前に照らして適当でな

い場合には旅費の調整を行うこととしており、着後手当については、新在勤地に到着後直ち

に職員のための国設宿舎又は自宅に入る場合には日当定額の 2日分及び宿泊料定額の 2夜分

（以下「 2日 2夜分」という。）に相当する額とするなどの支給基準を示している。そして、防

衛省においても、上記の運用方針に準じて旅費の調整規定を定めており、新在勤地に到着後

直ちに国家公務員宿舎（以下「宿舎」という。）を利用した場合又は自宅に入った場合には、着

後手当を 2日 2夜分に相当する額に減額調整して支給するなどとしている。

また、到着後直ちに宿舎に入居できなかった場合で着後手当 5日 5夜分若しくは移転の路

程に応じて 3日 3夜分又は 4日 4夜分（以下、これらを総称して「 5日 5夜分等」という。）に

相当する額を支給する場合は、当該異動者に直ちに宿舎に入らなかった理由や宿泊場所等を

記載した宿泊申立書及び旅館等の領収書等を提出させて宿泊状況等を確認することとしてい

る。

そこで、合規性、経済性等の観点から、新在勤地で宿舎に入居する場合の着後手当の減額

調整が適切に行われているかなどに着眼して、14基地等において会計実地検査を行ったと

ころ、到着後直ちに宿舎に入居できなかったとするもののうち、旅館等を利用せずに実家や

友人宅等に宿泊したとして宿泊に係る領収書を提出しなかったものについても 5日 5夜分等

の着後手当を支給していた。しかし、実家や友人宅等を利用したとして宿泊に係る領収書を

提出しなかったものについては、宿泊に係る費用の発生が確認できないのであるから、直ち

に宿舎に入居したものとして着後手当を 2日 2夜分に減額調整するよう是正改善を図る要が

あると認められた。

このような事態が生じていたのは、防衛省において、着後手当の支給に当たり、費用発生

の実態に即した減額調整ができるという法第 46条及び運用方針の趣旨に対する認識が十分

でなかったことによると認められた。
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（検査結果により求めた是正改善の処置）

着後手当の支給に当たり、宿泊申立書において実家や友人宅等を利用したとして宿泊に係

る領収書を提出しなかったものについては、着後手当を 2日 2夜分に減額調整することを明

確に定めるなどの所要の措置を講ずるよう、防衛大臣に対して 19年 10月に、会計検査院法

第 34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、防衛本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、19年 12月に防衛省所管旅費取扱規則

（平成 18年防衛庁訓令第 109号）及び防衛省所管旅費取扱規則の運用について（平成 19年防経会
せき

第 53号）を改正して、着後手当の支給に当たり、親戚宅や知人宅等を利用するなど社会通念

上、宿泊費用の支払が伴わないところに宿泊した場合には着後手当を 2日 2夜分に減額調整

することを明確に定めるなどの処置を講じていた。

（ 2） 営舎内に居住する自衛官が居室内で使用する電気器具に係る電気料金の負担について

（平成 18年度決算検査報告 465ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

（検査結果の概要）

自衛官は、自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）の規定に基づき、防衛大臣（平成 19年 1月 8

日以前は防衛庁長官）が指定する場所に居住しなければならないとされていて、自衛隊法施

行規則（昭和 29年総理府令第 40号）及び「自衛官の居住場所に関する訓令」（昭和 29年防衛庁訓令

第 19号）の規定に基づき、曹長以下の自衛官は、原則として、その勤務する部隊等に集団的

居住場所として設けられた営舎に居住することとされている（以下、営舎内に居住する自衛

官を「営内居住自衛官」という。）。

そして、航空自衛隊は、全国の基地及び分屯基地（以下、これらを「基地等」という。）に営

舎を設置している。営舎には、洗面所、娯楽室、湯沸室等の共用部分と隊員の生活の場であ

る居室が設けられており、娯楽室等にテレビ、冷蔵庫等を設置するほか、洗濯機、乾燥機、

アイロン等を共用部分に備え付けている。

一方、営内居住自衛官の私物品の基地等内への持込みについては、航空自衛隊基地服務規

則（平成 5年航空自衛隊達第 6号）において、快適な生活を営む上で必要最小限とするものとさ

れていて、基地等内で電気器具を使用する場合は、基地司令等の許可を受けることとされて

いる。

そこで、合規性、経済性等の観点から、営舎の維持運営に係る光熱水料等の支払が適切な

ものとなっているかなどに着眼して、22基地等において会計実地検査を行ったところ、多

数の営内居住自衛官が、基地司令等の使用許可を受けて、テレビ、冷蔵庫等の電気器具を居

室内で私的に使用していて、相当の電力量が消費されていると認められたが、これらに係る

電気料金を営内居住自衛官に負担させていなかった。しかし、営内居住自衛官が居室内で私

的に使用している電気器具（以下「営内私用電器」という。）の使用に係る電気料金は原則とし

て各営内居住自衛官個人が負担すべきものであり、これを国が全額負担して各基地等の運営

経費の一部として支払っているのは適切ではなく、是正改善の要があると認められた。
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このような事態が生じているのは、航空自衛隊において、営内私用電器に係る電気料金の

公私の負担区分を明確にせず、その負担に関する規程を定めていなかったことなどによると

認められた。

（検査結果により求めた是正改善の処置）

各基地等における営内私用電器の使用の実態を調査するとともに、これらの使用及び電気

料金の負担に関する規程を定めて、使用実態に即した電気料金を当該使用者に負担させるな

どの処置を講ずるよう、防衛省航空幕僚長に対して 19年 10月に、会計検査院法第 34条の

規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、防衛省航空幕僚監部において、その後の処置状況について会計実地検査を行っ

た。

検査の結果、航空自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、19年 11月に「内務班等の現状調査

及び現地確認について（依頼）」を発して営内私用電器の保有状況等の実態調査を行い、この

結果を踏まえて、航空自衛隊基地服務規則を改正するとともに、「基地内に居住する隊員の

電気料金負担について（通達）」（平成 20年空幕人計第 184号例規）を発して、20年 8月から使用

実態に即した電気料金を当該使用者に負担させるなどの処置を講じていた。
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第 2節 団体別の検査結果

第 1 国民生活金融公庫、第 2 農林漁業金融公庫、第 3 中小企業金融公庫

意見を表示し又は処置を要求した事項

統合して株式会社日本政策金融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営に当た

り、空室の情報を共有するなどして所有住宅の有効活用を図ることにより、借上住宅

の賃借に係る費用を節減する措置を講ずるよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処

置を求めたもの

公 庫 名 � 国民生活金融公庫（平成 20年 10月 1日以降は株式会社日本政策

金融公庫）

� 農林漁業金融公庫（同）

� 中小企業金融公庫（同）

科 目 � 業務諸費

� 業務諸費

� 業務諸費

部 局 等 � 国民生活金融公庫本店

� 農林漁業金融公庫本店

� 中小企業金融公庫本店

3公庫における
職員住宅の概要

3公庫が、自ら所有する住宅又は民間業者から借り上げた住宅を職員

住宅として貸与などしているもの

検査した職員住
宅戸数

2,769戸

上記のうち民間
業者から借り上
げた職員住宅戸
数

474戸

上記に係る賃借
料

3億 8617万余円（平成 19年度）

平成 19年度に
支払われた賃借
料のうち、不要
になる借上住宅
に係る賃借料

5668万円

【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】

統合して株式会社日本政策金融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営について

（平成 20年 9月 29日付け
国民生活金融公庫総裁
農林漁業金融公庫総裁
中小企業金融公庫総裁

あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求し及び

是正改善の処置を求める。
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記

1 新政策金融機関への統合及び職員住宅の概要

� 新政策金融機関への統合の概要

国民生活金融公庫（以下「国民公庫」という。）、農林漁業金融公庫（以下「農林公庫」とい

う。）、中小企業金融公庫（以下「中小公庫」という。）、沖縄振興開発金融公庫及び国際協力

銀行（国際金融等業務）の 5機関（以下、沖縄振興開発金融公庫を除く 4機関を「国民公庫

等」という。）は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平

成 18年法律第 47号）に基づき、平成 20年度において設立される新政策金融機関に統合さ

れることとなった（沖縄振興開発金融公庫は 24年度以降に統合）。

さらに、同法の成立を受けて、18年 6月、新政策金融機関についてのより具体的な制

度設計の内容が示された「政策金融改革に係る制度設計」（平成 18年 6月 27日政策金融改革推

進本部決定、行政改革推進本部決定。以下「制度設計」という。）が決定された。制度設計によ

ると、国民公庫等は、新政策金融機関への統合に際して、管理部門等の共通する業務の一

元化や同一地域に複数の支店が存在する場合に統合するなどにより、役職員数の縮減、経

費の節減を図ることとされている。そして、制度設計に基づき、19年 5月に株式会社日

本政策金融公庫法（平成 19年法律第 57号）が成立したことから、20年 10月 1日に国民公庫

等は株式会社日本政策金融公庫（以下「新公庫」という。）に業務を引き継ぐこととなった。

また、同法によると、新公庫の成立の際、現に国民公庫等が保有する権利のうち、新公

庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、新公庫の成

立時において国が承継することとされている。

� 支店の統合状況

上記の経緯を踏まえて、国民公庫等は 18年 4月までにそれぞれ統合準備室を発足させ

て、統合に関する種々の調整等を行っている。その中で、国民公庫、農林公庫及び中小公

庫（以下、これらを合わせて「 3公庫」という。）の支店については、同一地域に 3公庫の複

数の支店が存在する場合に統合するとの方針で、20年 10月の新公庫発足を待たずに、18

年度中に高松支店等一部の支店について移転方針を定めて、順次 3公庫の支店を同一建物

に開設するなどして 19年度から営業を行っている。なお、 3公庫は、 3公庫の 233支店

（国民公庫 152支店、農林公庫 22支店、中小公庫 59支店
（注 1）

）を国民公庫の支店数である 152

支店に集約して、個々の案件の受付窓口を国民公庫から引き継ぐ業務及び中小公庫から引

き継ぐ業務については全支店に、農林公庫から引き継ぐ業務については 48支店に設置す

ることとしている。

（注 1） 中小公庫 59支店 本店の営業一部、営業二部及び営業三部は 1支店として計上して

いる。

� 職員住宅の管理運営状況

3公庫は、それぞれの住宅に関する規則等に基づき、各公庫が自ら所有する住宅（以下

「所有住宅」という。）又は民間業者から借り上げた住宅（以下「借上住宅」という。）を職員住

宅として本店及び各支店で管理運営しており、転勤により勤務地の移動を伴う職員等で

あって業務上住宅を貸与することが必要と認められる職員に対して、職員住宅を貸与して

いる。そして、貸与に当たって、 3公庫は、通勤可能な地域に所在する職員住宅を選定す

ることとしている。
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また、 3公庫の 19年度末現在における職員住宅の保有状況は、次表のとおりとなって

いる。

表 3公庫の平成 19年度末現在における職員住宅の保有状況

区 分
公庫名 所 有 住 宅 借 上 住 宅 計

戸 戸 戸

国民公庫 1,949 1,138 3,087

農林公庫 562 37 599

中小公庫 901 185 1,086

3公庫合計 3,412 1,360 4,772

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

3公庫は、制度設計に基づき、新公庫への統合に際して、同一地域に複数の支店が存在す

る場合に統合することなどによって経費の節減等を図り、統合の効果を上げることが求めら

れている。そして、 3公庫は、既に 19年度から各公庫の支店が同一市町村に所在する場合

等には、支店を同一建物に集めて、会議室の共用等を行うなど経費の節減を図ってきてい

る。

そこで、本院は、経済性、有効性等の観点から、 3公庫が管理運営している施設のうち、

特に職員住宅について、その管理運営が制度設計の趣旨に沿って適切に行われているかに

着眼して、 3公庫が管理運営している職員住宅のうち、 3公庫の本店及び農林公庫の全

22支店
（注 2）

が所在する 22地域（以下「22地域」という。）の職員住宅（所有住宅 2,295戸、借上住宅

474戸（19年度賃借料計 3億 8617万余円）、計 2,769戸）を対象に、賃貸借契約書、入退去の

実績等に係る書類を確認するなどの方法により検査した。そして、 3公庫の本店及び 5支店
（注 3）

において会計実地検査を行った。

（注 2） 22支店 北海道、青森、秋田、盛岡、仙台、関東、長野、東京、新潟、北陸、東海、

近畿、大阪、岡山、松江、高松、松山、福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島各支店

（注 3） 5支店 国民公庫金沢支店、農林公庫北陸支店及び中小公庫盛岡、金沢、神戸各支店

（検査の結果）

検査したところ、職員住宅の管理運営について次のような事態が見受けられた。

� 公庫ごとにみた職員住宅の管理運営状況

公庫ごとに、19年度末現在の 22地域における職員住宅の管理運営状況についてみる

と、国民公庫は、職員住宅への入居に際して、所有住宅への入居を事実上義務付けている

ことから、所有住宅 1,048戸は、老朽化等の理由で使用する見込みのないものを除いてす

べて入居済みとなっていた。そして、所有住宅だけでは不足することとなる 337戸は借上

住宅を職員に貸与していた（19年度賃借料計 2億 5367万余円）。しかし、農林公庫及び中

小公庫については次のような状況となっていた。

ア 農林公庫

農林公庫が管理運営している所有住宅 562戸のうち、 1年以上空室となっているもの

が 35戸見受けられた。
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一方、農林公庫は、37戸の借上住宅を支店長等に貸与している（19年度賃借料計

3943万余円）。このうち、 7戸については、同一地域の所有住宅に 1年以上の空室があ

るにもかかわらず、支店長に対しては借上住宅を貸与することとしていたため、別途民

間マンションなどを賃借した上で貸与していた。

イ 中小公庫

中小公庫が管理運営している所有住宅 685戸のうち、老朽化等の理由で使用する見込

みのないものを除いて 1年以上空室となっているものが 20戸見受けられた。

一方、中小公庫は、100戸の借上住宅を貸与している（19年度賃借料計 9306万余

円）。このうち、15戸については、同一地域の所有住宅に 1年以上の空室があるにもか

かわらず、入居希望者の意向に配慮するなどしていたため、別途民間マンションなどを

賃借した上で貸与していた。

� 3公庫全体でみた職員住宅の管理運営状況

農林公庫及び中小公庫の所有住宅のうち 1年以上空室となっている 55戸について、両

公庫がそれぞれの公庫で、地域ごとに借上住宅の入居者を所有住宅の空室に入居させて所

有住宅 22戸の有効利用を図ったとしても、農林公庫 7地域における所有住宅 28戸、中小

公庫 3地域における所有住宅 5戸、計 33戸の空室は解消されない状況である。

一方、 3公庫全体で貸与している借上住宅の合計戸数は、地域ごとにみると一部の地域

を除き、農林公庫及び中小公庫の空室となっている所有住宅を上回っている。このため、

これらの所有住宅の空室を取りまとめて全体で有効活用することとすれば、上記 33戸の

うち 27戸の空室は解消できると認められた。

3公庫は、職員住宅について、所有住宅の相互利用を前提として協議を実施してきてい

る。しかし、将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないとして新公庫成立時に国

へ承継する資産を検討するに当たって、新公庫としての資産の必要性を判断すべきである

にもかかわらず、各公庫それぞれで判断するとして、各公庫が現在保有する所有住宅を 3

公庫で有効活用するということを前提に資産の必要性を検討してこなかった。このため、

3公庫は、他公庫の個別の職員住宅の入居状況等の情報を共有してこなかった。

� 不要になる借上住宅に係る賃借料

前記�及び�の農林公庫及び中小公庫で 1年以上空室となっている所有住宅のうちそれ

ぞれの公庫で有効活用できるものが 22戸、全体で有効活用できるものが 27戸あるため、

計 49戸の借上住宅が不要になることとして、賃借している借上住宅の地域ごとの 19年度

の平均賃借料を基に借上住宅 49戸の賃借料を計算すると、計 5668万余円となり、これら

は支払う必要がなくなると認められる。

（是正及び是正改善を必要とする事態）

上記のように、職員住宅の管理運営及びその必要性の検討が各公庫によりそれぞれ別に行

われていることなどのため、通勤可能な地域内の既存の所有住宅に空室があるにもかかわら

ず、別途、民間マンションなどを賃借して職員に貸与しているという事態が生じていること

は適切とは認められない。そして、今回の検査の対象としていない他の支店においても、同

様の事態が生じていると思料されることから、早急に是正及び是正改善を図る要があると認

められる。
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（発生原因）

このような事態が生じているのは、農林公庫及び中小公庫において、空室となっている所

有住宅の有効活用を図るという認識が十分でなかったこと、また、 3公庫において、入居状

況に関する連絡調整が十分行われていなかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正及び是正改善の処置

3公庫は、新公庫への統合に際し、制度設計において、管理部門等の共通する業務の一元

化や同一地域に複数の支店が存在する場合に統合するなどにより、経費の節減等を図ること

とされている。そして、 3公庫は、新公庫発足を待たずに、所有の建物に別法人である他公

庫が移転するなどして支店の統合を順次進めてきている。

ついては、次のとおり、空室となっている所有住宅の有効活用を早急に図ることにより、

借上住宅の賃借に係る費用を節減する措置を講ずるよう是正及び是正改善の処置を求める。

ア 農林公庫及び中小公庫において、所有住宅に空室がある場合は、当該所有住宅への入居

を最優先することとして、借上住宅の速やかな削減を図ること

イ 各公庫における職員住宅の入居状況等の情報を共有するなどして、各公庫が現在保有す

る所有住宅を全体で有効活用することを検討して、統合の効果の発現を期すること
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（第 3 中小企業金融公庫）

不 当 事 項

そ の 他

（821）
（822）中小企業信用保険事業の実施に当たり、中小企業信用保険法等に基づき保険種類の選

択はできないこととなっているのに、し意的に選択された保険種類で保険を引き受け

ているもの

部 局 等 中小企業金融公庫（平成 20年 10月 1日以降は株式会社日本政策金融

公庫）本店

契 約 名 包括保証保険契約

契 約 の 概 要 中小企業金融公庫が信用保証協会から保険料の納付を受けて、保険事

故の発生に際して保険金を支払うことを約するもの

契約の相手方 � 北海道信用保証協会

� 横浜市信用保証協会

契約による保険
引受期間

� 平成 18年 10月～19年 3月

� 平成 18年 10月～19年 3月

不当と認める保
険の引受件数、
金額

� 1,378件 12,864,295,379円

� 300件 4,951,635,000円

計 1,678件 17,815,930,379円

1 契約の概要

� 包括保証保険契約の概要

中小企業金融公庫（以下「公庫」という。）は、中小企業金融公庫法（昭和 28年法律第 138号）

に基づき、各都道府県等に設立された 52の信用保証協会（以下「協会」という。）の行う債務

保証を包括的に保険する中小企業信用保険事業を実施している。

公庫は、中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号。以下「保険法」という。）等に基づ

き、事業年度の半期ごと（上期は 4月から 9月まで、下期は 10月から翌年 3月まで。）に、

各協会を相手方として、それぞれの協会が中小企業者の金融機関からの借入れについて債

務の保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その債務保証につき、公庫と当該協

会との間に保険関係が成立する旨を定める包括保証保険契約（以下「保険契約」という。）を

締結している。

保険契約によると、保険法等に基づき、協会が債務の保証をすると、普通保険、無担保

保険等の保険種類
（注）

ごとに定めた保険引受けの限度額（以下「引受限度額」という。）に達する

まで保険関係が自動的に成立することとなっている。また、引受限度額を超えた債務保証

は、他の保険種類の成立要件を備えていて、かつ、当該保険種類の引受限度額に余裕があ

るときは、当該保険種類の保険関係が自動的に成立することとなっている。そして、公庫

は、「保険手続きの留意点について」（48中信公保第 121号）において、協会がし
�

意的に保険
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種類を選択したり、無保険扱いにしたりすることはできないこととしている。

また、保険関係は、保険法等に基づき、貸付実行日の順に成立することとなっている。

ただし、貸付実行日を同一とする債務保証が数口ある場合でその一部が引受限度額を超え

ることとなるときは、保証通知番号等を基準に判断されることとなっている。

� 債務保証に関する通知及び保険金の支払

協会は、債務保証をしたときは、公庫に対して、当該債務保証の保険種類、保険事故の

発生率（以下「事故発生率」という。）等を通知することとなっている。

そして、公庫は、協会が債務者の債務不履行により代位弁済を行った場合、保険契約に

基づき、代位弁済額（元本）に、保険種類ごとの所定の割合（普通保険 70％、無担保保険

80％。以下「てん補率」という。）を乗じて得られた額を保険金として協会に支払うことと

なっている。

（注） 保険種類 中小企業者であることなど共通の要件のみによって成立する普通保険や担保

を提供させないという個別の成立要件がある無担保保険等の保険法により定められた

保険の種類

2 検査の結果

本院は、公庫において、合規性等の観点から、保険法等に基づいて保険の引受けが適正に

行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、平成 18、19両事業年度の

52協会に係る保険契約を対象として、保険契約証、協会から提出された保証通知書等の書

類により検査した。さらに、52協会のうち 16協会については、保険契約の申込書等の書類

により契約内容を実地に調査するとともに、残りの 36協会については、公庫に同様の調査

を求めて、その調査結果の内容を公庫において確認するなどの方法により検査した。

検査したところ、次のとおり、 2協会において、受け取る保険金の額が多くなるよう保険

法等に違反してし
�

意的に保険種類の選択を行っているなど適切ではない事態が見受けられ

た。

� 北海道信用保証協会

北海道信用保証協会は、18年度下期の保険契約において、同協会が 19年 3月 30日に

行った債務保証の一部（35億 9309万余円）が無担保保険の引受限度額を超えたことが 4月

6日に判明したため、この事実を公庫に報告したところ、公庫は、同協会に対して、当該

引受限度額を超えたものについては普通保険に振り替えるよう指示した。

同協会は、上記の指示に対して、 3月 30日付けの無担保保険の成立要件を備えた債務

保証 1,378件、12,864,295,379円のうち、事故発生率が高い特定の債務保証をし
�

意的に選

択して、受け取る保険金の額が普通保険よりも多い無担保保険とした上で、残った債務保

証を無担保保険から普通保険に振り替える通知を公庫に対して行った。

そして、公庫は保証通知番号順になっていない上記の通知どおりに保険を引き受けてい

た。なお、上記の 1,378件について、保証通知番号順に適正に保険引受けを行った場合に

は、217件、21億余円の保険種類が異なることとなる。

� 横浜市信用保証協会

横浜市信用保証協会は、18年度下期の保険契約において、同協会が 19年 3月 30日に

行った債務保証の一部（35億 8949万余円）が無担保保険の引受限度額を超えたことが 4月

4日に判明したため、この事実を公庫に報告したところ、公庫は、同協会に対して、当該
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引受限度額を超えたものについては普通保険に振り替えるよう指示した。

同協会は、上記の指示に対して、 3月 30日付けの無担保保険の成立要件を備えた債務

保証 280件、4,477,635,000円のうち、事故発生率が高い特定の債務保証をし
�

意的に選択し

て無担保保険としたり、 3月 29日までに無担保保険として保険関係が既に成立していた

債務保証 20件、474,000,000円の保険種類を変更して普通保険としたりなどした上で、こ

れに係る通知を公庫に対して行った。

そして、公庫は貸付実行日順になっていないなどしている上記の通知どおりに保険を引

き受けていた。なお、上記の 300件について、貸付実行日等の順に適正に保険引受けを

行った場合には、90件、14億余円の保険種類が異なることとなる。

このような事態が生じていたのは、前記の 2協会がし
�

意的に保険種類の選択を行ったこと

などにもよるが、公庫において、引受限度額を超過した債務保証について他の保険種類に振

り替えるよう指示していながら、 2協会から通知された保険種類の確認が適切でなかったこ

となどによると認められる。

したがって、�北海道信用保証協会 1,378件、12,864,295,379円、�横浜市信用保証協会
300件、4,951,635,000円、計 1,678件、17,815,930,379円は、保険法等に違反した保険種類の

選択が行われており、公庫がこれを引き受けた事態は不当と認められる。

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

中小企業信用保険事業の実施に当たり、包括保証保険契約における保険引受けの進

ちょく状況を適切に把握する体制を整備することなどにより、保険契約の管理を適切

に行い、引受限度額による統制が十分に機能するよう改善させたもの

部 局 等 中小企業金融公庫（平成 20年 10月 1日以降は株式会社日本政策金融

公庫）本店

契 約 名 包括保証保険契約

契 約 の 概 要 中小企業金融公庫が信用保証協会から保険料の納付を受けて、保険事

故の発生に際して保険金を支払うことを約するもの

引受限度額を超
えている期間が
生じていた信用
保証協会数

13信用保証協会

引受限度額を超
えている期間の
保険引受額

119億 6274万円（平成 17、18両事業年度）

1 契約の概要

� 包括保証保険契約の概要

中小企業金融公庫（以下「公庫」という。）は、中小企業金融公庫法（昭和 28年法律第 138号）

に基づき、各都道府県等に設立された 52の信用保証協会（以下「協会」という。）の行う債務

保証を包括的に保険する中小企業信用保険事業を実施している。

公庫は、中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号。以下「保険法」という。）等に基づ
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き、事業年度の半期ごと（上期は 4月から 9月まで、下期は 10月から翌年 3月まで。）に、

各協会を相手方として、それぞれの協会が中小企業者の金融機関からの借入れについて債

務の保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その債務保証につき、公庫と当該協

会との間に保険関係が成立する旨を定める包括保証保険契約（以下「保険契約」という。）を

締結している。

保険契約によると、保険法等に基づき、公庫が保険を引き受けるべき期間（以下「引受期

間」という。）内に協会が債務の保証をすると、普通保険、無担保保険等の保険種類
（注 1）

ごとに

定めた保険引受けの限度額（以下「引受限度額」という。）に達するまで保険関係が自動的に

成立することとなっている。

� 変更契約の締結

保険契約等に際して公庫が協会に送付している文書によると、協会は、引受期間内の債

務保証の実績の総額（以下「実績額」という。）が保険種類ごとの引受限度額を超えると見込

まれる場合には、引受限度額の変更申込額、効力発生希望日等を記入した保険契約変更申

込書を効力発生希望日の 2週間前を目途として公庫に提出することとなっている。これを

受けて公庫は、引受限度額を増額して、原則として効力発生日までに変更契約を締結する

こととなっている。

（注 1） 保険種類 中小企業者であることなど共通の要件のみによって成立する普通保険や担

保を提供させないという個別の成立要件がある無担保保険等の保険法により定めら

れた保険の種類

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

中小企業信用保険事業は毎年国から多額の出資金を受けて運営されていることから、より

一層保険契約の適切な実施が求められている。そこで、本院は、公庫において、合規性、有

効性等の観点から、保険契約の事務手続が保険法等に基づいて適切に行われているか、ま

た、保険契約の管理体制が適切に機能しているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そ

して、平成 17事業年度から 19事業年度までの 52協会に係る保険契約を対象として、公庫

において、保険契約証、協会から提出された保証通知書等の書類により検査した。さらに、

52協会のうち 16協会については、保険契約の申込書等の書類により契約内容を実地に調査

するとともに、残りの 36協会については、公庫に同様の調査を求めて、その調査結果の内

容を公庫において確認するなどの方法により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

変更契約は、原則として効力発生日までに締結することとなっている。しかし、公庫が作

成した「中小企業信用保険の実務解説」には、変更契約時における効力発生日のそ
�

及に関する

記述があり、公庫は 37協会と締結した 17年度下期から 19年度上期までの保険契約におい

て、実績額が引受限度額を超えてから、引受期間終了後に効力発生日を引受限度額を超える

前日までそ
�

及させて変更契約を締結するなどしていた。

そして、このように効力発生日のそ
�

及が上記の実務解説により慣行的に行われている状況

にあって、公庫及び協会は、引受限度額に対する実績額を各月末時点でしか把握しておら
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ず、保険引受けの状況等を適切に把握する体制を整備してこなかった。

このため、公庫が 13協会
（注 2）

と締結した 17、18両年度各期の変更契約において協会から申込

みのあった効力発生希望日により、効力発生日を実際に実績額が引受限度額を超えた以降の

日としていたため、実績額が引受限度額を超えている期間が生じていた。そして、次表のと

おり、公庫は、当該期間に引受限度額を超えて計 119億 6274万余円の保険を引き受けてい

た。

表 実績額が引受限度額を超えた協会に係る引受限度額及び保険引受額

（単位：百万円）

年 度 ・ 期 協 会 数 変更前引受限度額 変更後引受限度額
実績額が引受限度
額を超えている期
間の保険引受額

平成
17年度上期 3 96,825 138,225 3,257

17年度下期 4 14,476 20,627 677

18年度上期 4 109,888 134,763 5,593

18年度下期 7 84,277 103,183 2,433

合 計 13 305,466 396,798 11,962

（注） 協会数の合計は重複する協会があるため一致しない。

＜事例＞

A協会は、平成 18年度上期の保険契約における無担保保険について、 9月中に実績額

が引受限度額を超えることが見込まれたため、同月 20日に同月 22日を効力発生希望日と

する変更申込書を提出して、同月 22日に公庫との間で効力発生日を同日とする増額の変

更契約を締結した。

しかし、無担保保険に係る実績額については、 9月 1日に既に引受限度額を超えてお

り、同協会は、上記の変更契約の効力発生日である同月 22日の前日までの期間に、395

件、45億 0871万余円の債務保証を行っていた。

そして、公庫は、 8月末時点で実績額が引受限度額を超えていないことを把握していた

ものの、実際に引受限度額を超えた日については把握していなかったため、上記の引受限

度額を超えていた期間の債務保証について保険を引き受けていた。

このように、引受限度額による実績額の統制を形がい化する効力発生日のそ
�

及の適用が背

景となって、公庫において実績額が引受限度額を超えている期間に保険を引き受けていた事

態は、引受限度額の範囲内で将来の保険事故に備える保険法の趣旨等からみて適切とは認め

られず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、協会において引受限度額を適切に管理していなかった

ことにもよるが、公庫において、次のことなどによると認められた。

ア 協会の引受限度額に対する実績額の状況について、各月末時点でしか把握していなかっ

たこと

イ 実績額に対して引受限度額が不足するなどの事態を監視する体制が適切でなかったこと

ウ 効力発生日のそ
�

及に関して明確な運用基準等を定めていなかったこと
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3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、公庫は、前記の 13協会と正しい効力発生日を確認

する書類を取り交わして、52協会に対して管理体制の強化を要請するとともに、20年 9月

までに、次のような処置を講じた。

ア 公庫のシステムを改造するなどして、保険引受けの進ちょく状況を日単位で把握して審

査できる体制を整備した。

イ 実績額に対して引受限度額が不足する事態を生じないよう、引受限度額に対する実績額

の割合が一定の数値に達した段階で協会と協議するなど引受限度額の管理体制を整備し

た。

ウ 効力発生日のそ
�

及については、災害等の特別な場合を除き認めないとする運用基準を策

定して、協会に周知徹底を図った。

（注 2） 13協会 北海道、岩手県、茨城県、神奈川県、岐阜市、三重県、石川県、福井県、高

知県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県各信用保証協会

平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

信用保証協会に対して行う融資事業の効果等について

（平成 18年度決算検査報告 490ページ参照）

1 本院が表示した意見

（検査結果の概要）

中小企業金融公庫（平成 20年 10月 1日以降は株式会社日本政策金融公庫。以下「公庫」と

いう。）は、中小企業金融公庫法（昭和 28年法律第 138号）に基づき、信用保証協会（以下「協会」

という。）に対してその保証債務額を増大するために必要な原資となるべき資金及び保証債務

の履行を円滑にするために必要な資金の貸付け（以下「融資事業」という。）を行っている。

公庫は、信用保険等業務勘定の融資基金に、融資事業の原資として国から出資を受けてい

て、18年度末の融資基金の残高は 6732億 2762万余円となっていた。そして、15年度以降

は、特定の政策目的を推進するための保証の促進等を図る特別長期資金（貸付期間 1年。以

下「長期資金」という。）の貸付けのみが行われており、その残高は 18年度末現在で 4629億

5600万円となっていた。

公庫は、各協会に保証債務残高等に応じて長期資金を貸し付けて、各協会は金融機関に同

資金を保証債務残高等に応じて定期預金等として預託して、それにより、保証債務額の増

大、政策的保証の推進、協会の保証基盤の強化という融資事業の効果が期待できるとしてい

る。

また、公庫は、協会への長期資金の貸付利率を、預入金額 300万円未満の定期預金利率

（預入期間 1年）と預入金額 300万円以上 1000万円未満の定期預金利率（同）の平均利率の 2

分の 1としている。これは、貸付利率の決定方法を定めた 5年当時に、上記 2区分の定期預

金による預託額が 62.5％を占めていた実態を踏まえて、原則として公庫の受取利息と協会

の純運用益がおおむね等しくなるようにしているためである。

そこで、経済性、有効性等の観点から、融資事業は保証債務額の増大、政策的保証の推

進、協会の保証基盤の強化等に資するものとなっているか、融資事業の経済的な業務運営の
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ための検討は十分なものとなっているかなどに着眼して検査したところ、公庫は、各協会の

保証債務残高等に応じて貸付額を決める方法を採っていた。しかし、各協会の預託先金融機

関別の預託額と保証債務残高の構成割合にはか
�

い
�

離が生じていて、長期資金の金融機関への

預託と保証債務額の増大とに十分な関連性が認められない状況となってきていた。また、保

証債務額の増大及び政策的保証の促進は、各協会における独自の施策等によるところが大き

いなど、各協会の保証債務残高等を基礎とした現行の貸付方法は十分な効果が期待できるも

のとはいえない状況となっていた。さらに、協会の保証基盤については、協会の収支及び基

本財産の状況が一部の協会を除いて充実したものとなっていたことから、融資事業によりそ

の基盤を強化する必要性は少ないと認められた。

また、協会への長期資金の貸付利率については、預入利率の高い預入金額 1000万円以上

の定期預金の預託額に占める割合が 18年度末に 80.5％に達するなど、預託の実態が変化し

たにもかかわらず、見直しが行われていなかった。

したがって、上記の事態を踏まえて、融資事業の適切な運営、管理を図るための方策を講

ずる要があると認められた。

このような事態が生じていたのは、融資事業の効果について適切な分析に基づく評価を

行っていなかったり、協会への貸付利率について金融機関への預託等の実態に合わせた見直

しを行っていなかったりしたことなどによると認められた。

（検査結果により表示した意見）

公庫において、融資事業に国から多額の出資が行われていることにかんがみ、融資事業の

運営、管理が適切に行われて、その効果が十分発現されるよう、次のとおり、公庫総裁に対

して 19年 10月に、会計検査院法第 36条の規定により意見を表示した。

ア 公庫資金の預託先であり保証付融資を行う金融機関の意見を参酌するなどして、融資事

業の状況を分析、評価する。

そして、これに基づき、協会への貸付規模、貸付方法について、各協会の保証債務残高

等を基礎とする現行の方式等を見直して、各協会における保証の推進に対する取組姿勢、

信用補完制度の受益者である中小企業者に対する預託先金融機関の保証付融資の状況等を

十分に勘案して行う方式とするなど、協会への貸付けの在り方について検討する。

イ 協会への貸付利率については、協会が行う金融機関への預託等の実態を踏まえて、金利

を見直す。

2 当局が講じた処置

本院は、公庫本店において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、公庫は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 協会への貸付けの在り方について検討した結果、融資事業の効果が十分に発現し難い状

況にあるものと考えて、20年度以降は、協会の業務運営に支障が生ずる場合を除いて新

規貸付を停止することとして、20年 2月に、この旨を各協会へ通知した。なお、19年度

末の長期資金残高は 20年度中に全額償還されることとなっている。

イ 協会への貸付利率については、協会が行う金融機関への預託額の 80％以上が預入金額

1000万円以上の定期預金であることを踏まえて、20年 7月に、融資基金貸付業務取扱要

領を改正して、預入金額 1000万円以上の定期預金利率の 2分の 1に相当する利率とし

た。
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第 4 日本私立学校振興・共済事業団

不 当 事 項

補 助 金

（823）―

（827）
私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科 目 （助成勘定）補助金経理 （項）交付補助金

部 局 等 日本私立学校振興・共済事業団

補 助 の 根 拠 私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）

事 業 主 体 5学校法人

補 助 の 対 象 私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的

経費

上記に対する事
業団の補助金交
付額の合計

16,398,693,000円（平成 15年度～18年度）

不当と認める事
業団の補助金交
付額

43,001,000円（平成 15年度～18年度）

1 補助金の概要

� 補助金交付の目的

日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という。）は、私立学校振興助成法（昭和 50

年法律第 61号）に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等
（注 1）

を設置する学校法人に私

立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び

向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を

高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する

経常的経費に充てるために交付されるものである。

� 補助金の額の算定資料

事業団は、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱

（昭和 52年文部大臣裁定）等に基づき、補助金の額を算定する資料（以下「算定資料」という。）

として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料を提出させている。

ア 申請年度の 5月 1日現在の専任教員等
（注 2）

の数、専任職員数及び学生数に関する資料

イ 学校法人会計基準（昭和 46年文部省令第 18号）に基づき作成した前年度決算の学生納付

金収入、教育研究経費支出、設備関係支出、奨学費支出等に関する資料

� 補助金の額の算定方法

事業団は、算定資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定することとなっている。

� 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し

て、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数、学生数等に所定の補助単価を

乗ずるなどして補助金の基準額を算定する。

そして、上記の専任教員等については、 1週間の割当授業時間数が所定の時間数（ 6
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時間）以上であることが、補助の対象となる要件の一つとなっている。ただし、医歯学

部に所属する者及び医歯学部附属病院に勤務する者については、所定の時間数（ 6時間）

未満であっても、授業（臨床実習指導を含む。）を週 1時間以上担当している場合は、例

外的にこの要件を満たすものとして取り扱うこととなっている。

� 各私立大学等の教育研究条件の整備状況等によって補助金の額に差異を設けるため、

次の割合等に基づいて調整係数を算定する。

a 収容定員に対する在籍学生数の割合

b 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合

c 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合

上記 cの割合に基づいて算定された調整係数については、私立大学等が実施する奨学

事業のうち経済的に修学困難な学生に対する奨学事業に係る奨学費支出額及び奨学費貸

与額の学生納付金収入に対する割合に応じて得られた点数を加算（以下「奨学加点」とい

う。）する。

� �で算定した経費ごとの基準額に�で算定した調整係数を乗ずるなどの方法により得
られた金額を合計して補助金の額とする。

� 特別補助

上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等

における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、補助金を増額して交付することが

できることとなっている。

この補助金の増額（以下「特別補助」という。）の対象となる項目には「外国人留学生の受入

れ」、「障害者の受入れ」などがあり、これらについては、次のように項目ごとにその算定

対象となる受入学生数等の算定資料を各学校法人から提出させて特別補助の額を算定して

いる。

ア 「外国人留学生の受入れ」については、外国人留学生を受け入れている私立大学等に対

して、その受入学生数に応じて段階的に所定の額を増額する。ただし、この受入学生数

には、研究生、科目等履修生、聴講生等の人数を含めないこととなっている。

イ 「障害者の受入れ」については、教育上特別な配慮を要する障害のある学生を受け入れ

ている私立大学等に対して、申請年度の 5月 1日現在の当該受入学生数に応じて段階的

に所定の額を増額する。

（注 1） 私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校

（注 2） 専任教員等 専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、助教授、講師及び助手（平

成 19年度から専任教員等は、専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、准教

授、講師、助教及び助手となっている。）

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、専任教員等の数、学生数、奨学費支出額の算定が適切に

行われているかなどに着眼して、事業団が平成 15年度から 18年度までの間に補助金を交

付している 628学校法人のうち 49学校法人において、補助金の申請の算定資料等の書類

により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、事

業団に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査

した。
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� 検査の結果

検査したところ、 5学校法人において、補助金の交付申請に当たり、補助金の額の算定

対象とならない学生や専任教員等の数を記入するなどした算定資料を提出していたのに、

事業団は、この誤った算定資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金

43,001,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、 5学校法人が、制度を十分に理解しておらず誤った

算定資料を提出しているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査

が十分でなかったことによると認められる。

これを学校法人別に示すと、次のとおりである。

事 業 主 体
（本 部 所 在 地）

年 度 補 助 金 交 付 額 不当と認める補助金額

千円 千円

（823） 学校法人 早稲田大学
（東京都新宿区）

15 7,235,070 15,647

16 6,672,342 7,185

小計 13,907,412 22,832

上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、早稲田大学における外国人留学生

の受入れに係る特別補助の算定対象となる受入学生数を平成 15年度 1,592人、16年度

1,757人としていた。そして、事業団は、この数値等に基づき、同特別補助の額を 15年

度 162,365,000円、16年度 205,955,000円とするなどして、学校法人に対する補助金を

15年度 7,235,070,000円、16年度 6,672,342,000円と算定していた。

しかし、上記の受入学生数のうち、15年度の 313人及び 16年度の 282人は、正規の

課程等に在籍していない科目等履修生等であるため、同特別補助の算定対象とはならな

い。

したがって、これらを除外して算定すると、同特別補助の額は 15年度 146,718,000

円、16年度 198,770,000円に減少することから、適正な補助金の額は 15年度

7,219,423,000円、16年度 6,665,157,000円となり、それぞれ 15年度 15,647,000円、16

年度 7,185,000円、計 22,832,000円が過大に交付されていた。

（824） 学校法人 城西大学
（東京都千代田区）

18 612,258 2,200

上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、城西国際大学における平成 18年

5月 1日現在の障害者の受入れに係る特別補助の算定対象となる受入学生数を 21人と

記入していた。そして、事業団は、この数値等に基づき、同特別補助の額を 9,700,000

円とするなどして、学校法人に対する補助金を 18年度 612,258,000円と算定していた。

しかし、上記の受入学生数のうち 1人は、既に同年 4月 21日に退学しており、同年

5月 1日現在同大学に在籍していないため、同特別補助の算定対象とはならない。

したがって、この 1人を除外して算定すると、同特別補助の額は 7,500,000円に減少

することから、適正な補助金の額は 610,058,000円となり、2,200,000円が過大に交付さ

れていた。

（825） 学校法人
神奈川歯科大学

（神奈川県横須賀市）

17 808,317 4,342

18 653,002 1,996

小計 1,461,319 6,338
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上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、神奈川歯科大学に所属する平成

17年及び 18年の 5月 1日現在の補助金の額の算定対象となる専任教員等の数をそれぞ

れ 215人、205人と記入しており、事業団は、これらの数値等に基づき、学校法人に対

する補助金を 17年度 808,317,000円、18年度 653,002,000円と算定していた。

しかし、上記の専任教員等のうち 17年度 2人及び 18年度 1人は、所属していた歯学

部において、臨床実習指導を含めた授業を全く担当していなかったなどのため、補助金

の額の算定対象とはならない。

したがって、これらの教員を除外して算定すると、専任教員等給与費等に係る補助金

の基準額が減少することから、適正な補助金の額は 17年度 803,975,000円、18年度

651,006,000円となり、それぞれ 4,342,000円、1,996,000円、計 6,338,000円が過大に交

付されていた。

（826） 学校法人 中内学園
（兵庫県神戸市）

17 261,556 9,647

上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、流通科学大学に係る平成 16年度

の奨学費支出の額を 91,862,000円と記入しており、事業団は、この数値等に基づき、学

校法人に対する補助金を 17年度 261,556,000円と算定していた。

しかし、上記の奨学費支出の額には、経済的に修学困難な学生に対する奨学事業に該

当しない入学試験の成績優秀者に対する奨学金に係る支出額 26,000,000円が含まれてい

た。

したがって、これを除外して算定すると、奨学加点の点数が下がり、これらに基づい

て算出した調整係数が下がることから、適正な補助金の額は 251,909,000円となり、

9,647,000円が過大に交付されていた。

（827）
しようけい

学校法人 尚絅学園
（熊本県熊本市）

18 156,148 1,984

上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、尚絅大学に所属する平成 18年 5

月 1日現在の補助金の額の算定対象となる専任教員等の数を 38人と記入しており、事

業団は、この数値等に基づき、学校法人に対する補助金を 18年度 156,148,000円と算定

していた。

しかし、上記の専任教員等のうち 1人は、 1週間の割当授業時間数が 5時間であり所

定の時間数（ 6時間）を下回っているため、補助金の額の算定対象とはならない。

したがって、この教員を除外して算定すると、専任教員等給与費等に係る補助金の基

準額が減少することから、適正な補助金の額は 154,164,000円となり、1,984,000円が過

大に交付されていた。

（823）―（827）の計 16,398,693 43,001
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第 5 日 本 銀 行

不 当 事 項

工 事

（828）消火設備の設置工事の実施に当たり、消火補給水槽の据付けの施工が適切でなかった

ため、地震時等における消火設備に必要な機能の維持が確保されていないもの

科 目 固定資産取得費

部 局 等 日本銀行本店

工 事 名 日本銀行大分支店営業所空調設備等改修給排水衛生ガス設備工事

工 事 の 概 要 日本銀行大分支店の給排水衛生設備を改修するために、平成 17、18

両年度に給水設備、排水設備、消火設備等の更新等を行うもの

工 事 費 52,500,000円

請 負 人 三建設備工業株式会社

契 約 平成 17年 9月 指名競争入札契約

支 払 平成 19年 2月

不適切な施工と
なっている工事
費

3,243,013円

1 工事の概要

日本銀行は、平成 17、18両年度に日本銀行大分支店（以下「大分支店」という。）の給排水衛

生設備を改修するなどの工事を工事費 52,500,000円で実施している。この工事は、大分支店

における給水設備、排水設備、消火設備等について、耐用年数の到来に伴い老朽化した設備

を撤去して、新規に設備の設置等を行うものである。

この工事で設置する消火設備は、消火補給水槽、屋内消火栓ポンプ、屋内消火栓、配管等

により構成されている。そして、屋上に設置された消火補給水槽から建物内の配管を通じて

屋内消火栓まで消火用水が常に行き渡ることにより火災発生時に瞬時の放水が可能となるな

ど、各機器が的確に作動することにより、消火設備全体として初期消火活動を行うための機

能が発揮されることになっている。

消火設備を設置する際の施工方法等については、本件工事の設計図書において、国土交通

省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成 16年版」

等によることとされている。同標準仕様書等によると、消火補給水槽の据付けに当たって

は、地震等による転倒、横滑りなどに耐えられるように、床スラブと一体に配筋されたコン

クリート造の基礎上に、地震力によって損傷を起こさない強度を有するアンカーボルトを使

用して固定することとされている。また、設計図書によると、機器の固定に使用するアン

カーボルトについては、「建築設備耐震設計・施工指針 1997年版」（建設省住宅局監修。以下

「耐震指針」という。）により耐震設計上の検討を行い選定することとされている。
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そして、日本銀行各支店は、災害時等においても地域の信用秩序の維持等の点から業務を

継続することが求められており、初期消火活動に必要となる本件消火設備は、地震時等に

あっても的確に作動する必要がある。

2 検査の結果

本院は、日本銀行本店及び大分支店において、合規性等の観点から、施工が適切に行われ

ているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図書等の

書類及び現地の状況を検査したところ、消火補給水槽の据付けに係る施工が次のとおり適切

でなかった。

すなわち、消火補給水槽は、他の用途に用いられた後屋上に残置されていた基礎の周囲に

打設されていた既設のコンクリート（厚さ 160�～200�程度）上にアンカーボルトで固定し
て、据え付けられていた（参考図参照）。しかし、この既設のコンクリートは、強度及び配筋

の内容が確認できないものであった。そして、請負人はアンカーボルトの選定に当たって耐

震設計上の検討を行っていなかったため、本院において、耐震指針に基づきアンカーボルト

に係る耐震設計上の検討を行ったところ、地震時にアンカーボルトに作用する引抜力
（注 1）

は

19.2 kN／本となっており、使用したアンカーボルトの最大引抜荷重
（注 2）

は 12.8 kN／本であるこ

とから、耐震設計上安全とされる範囲に収まっていなかった。

この結果、本件消火設備は、地震時等には消火補給水槽が転倒、横滑りなどするおそれが

あり、これに伴う消火補給水槽周辺の配管の破損等により、火災に対して消火栓からの瞬時

の放水ができなくなるなど、所要の機能を発揮できないおそれがあると認められる。

このような事態が生じていたのは、請負人が設計図書の内容を十分理解しておらず、強度

及び配筋の内容が確認できない既設のコンクリート上に消火補給水槽を据え付けて、これを

固定するために使用するアンカーボルトを耐震設計上の検討を行わないまま選定して施工し

ていたのに、これに対する日本銀行の完成検査が適切に実施されていなかったことなどによ

ると認められる。

したがって、本件消火設備は、消火補給水槽の据付けの施工が適切でなかったため、地震

時等における必要な機能の維持が確保されておらず、消火設備の設置に係る工事費相当額

3,243,013円が不当と認められる。

（注 1） 引抜力 機器に地震力が作用する場合に、ボルトを引き抜こうとする力が作用する

が、このときのボルト 1本当たりに作用する力をいう。

（注 2） 最大引抜荷重 製造したメーカーが行った当該アンカーボルトの最大引抜力に係る試

験により得られた値の平均値
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（参 考 図）

施工状況
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第 6 日本中央競馬会

意見を表示し又は処置を要求した事項

有料駐車場の運営に当たり、駐車場用地等を随意契約により関連公益法人に貸し付け

ることを改めて、関連公益法人が収入としている駐車場利用料金等を勘案して、貸付

料を見直したり、委託により自ら実施したりすることにより、契約の競争性及び透明

性を確保して、増収を図るよう是正改善の処置を求めたもの

科 目 一般勘定 （項）事業外収入

部 局 等 日本中央競馬会本部、 9競馬場

契 約 賃貸借契約 11件

契約の相手方 財団法人日本中央競馬会弘済会

契 約 の 概 要 競馬開催日に有料駐車場として使用するために駐車場用地等を貸し付

けて、有料駐車場を運営させるとともに、その貸付料を徴収するもの

検査対象とした
財団法人日本中
央競馬会弘済会
に貸し付けてい
る有料駐車場の
箇所数

9競馬場及び 3場外発売所の計 38か所

日本中央競馬会
が徴収している
貸付料

4億 6978万余円（平成 18事業年度）

4億 2143万余円（平成 19事業年度）

計 8億 9121万余円

財団法人日本中
央競馬会弘済会
が収入としてい
る駐車場利用料
金

13億 5250万余円（平成 18事業年度）

13億 1260万余円（平成 19事業年度）

計 26億 6511万余円

日本中央競馬会
が増収を図るこ
とができた額

3億 8881万円（平成 18事業年度）

4億 0281万円（平成 19事業年度）

計 7億 9163万円

【是正改善の処置を求めたものの全文】

有料駐車場の運営について

（平成 20年 10月 22日付け 日本中央競馬会理事長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 業務の概要

� 有料駐車場の概要

貴会は、日本中央競馬会法（昭和 29年法律第 205号）に基づき、競馬法（昭和 23年法律第

158号）に規定するところにより、中央競馬の開催等の業務を行っており、10競馬場
（注 1）

にお

いて年間 36回（288日以内）の競馬を開催して、競走ごとの勝馬投票券を上記の 10競馬場
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で発売するほか、41か所の場外勝馬投票券発売所等
（注 2）
（以下「場外発売所」という。）でも発売

している。

貴会は、競馬開催に伴う来場者の便宜を図る立場から、10競馬場及び 13場外発売所
（注 3）

に、貴会が所有するなどしている土地に舗装を行って立体駐車場等の施設を整備したり、

土地、建物等を賃借したりすることなどによって、駐車場施設を計 84か所設置してい

る。

このうち、 4競馬場及び 9場外発売所
（注 4）

の計 45か所（敷地面積計約 69万 4000�）は来場

者から利用料金を収受していない駐車場施設（以下「無料駐車場」という。）であるが、 9競

馬場及び 4場外発売所
（注 5）

の計 39か所（敷地面積計約 46万 5000�）は来場者から利用料金を

収受している駐車場施設（以下「有料駐車場」という。）である。

貴会は、昭和 43年から、従来無料駐車場としていたものを有料化することなどにより

有料駐車場を順次設置してきている。これらの有料駐車場を設置してきた理由について

は、来場車両の抑制を図り、来場車両の急増に伴う競馬場及び場外発売所周辺の交通渋滞

等により交通環境が悪化することを未然に防止するためであるとしている。

平成 19事業年度における有料駐車場の年間利用台数は約 148万台に上っている。

（注 1） 10競馬場 札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神、小倉各競馬場

（注 2） 41か所の場外勝馬投票券発売所等 貴会の場外勝馬投票券発売所 33か所及び地方競

馬の施設を利用した場外勝馬投票券発売所 8か所

（注 3） 13場外発売所 釧路、室蘭、津軽、横手、新白河、高崎、立川、石和、名古屋、米

子、高松、小郡、八幡各場外発売所

（注 4） 4競馬場及び 9場外発売所 札幌、新潟、福島、小倉各競馬場及び釧路、室蘭、津

軽、横手、高崎、石和、米子、高松、小郡各場外発売所

（注 5） 9競馬場及び 4場外発売所 札幌、函館、福島、中山、東京、中京、京都、阪神、小

倉各競馬場及び新白河、立川、名古屋、八幡各場外発売所。なお、札幌、福島及び

小倉競馬場は、無料駐車場と有料駐車場の両方を併設

� 有料駐車場の運営

貴会は、有料駐車場については、新白河場外発売所 1か所を除いて、各競馬場が、貴会

の関連公益法人である財団法人日本中央競馬会弘済会（以下「弘済会」という。）と競馬場又

は場外発売所ごとに随意契約により、競馬開催日に有料駐車場として使用するために駐車

場用地等を貸し付けることを内容とする賃貸借契約を締結して弘済会から貸付料を徴収し

ている。そして、駐車場用地等の貸付けを受けた弘済会は、駐車場利用料金を収受してこ

れを自らの収入としている（以下、このような有料駐車場の運営形態を「賃貸方式」とい

う。）。賃貸方式を採用する有料駐車場は、 9競馬場及び 3場外発売所
（注 6）

の計 38か所となっ

ていて、これに係る賃貸借契約の件数は 11件となっている。

なお、新白河場外発売所の有料駐車場については、貴会は、駐車場内の車両整理等の業

務を外部に委託することなどにより、自ら運営を行っている（以下、このような有料駐車

場の運営形態を「委託方式」という。）。

（注 6） 9競馬場及び 3場外発売所 札幌、函館、福島、中山、東京、中京、京都、阪神、小

倉各競馬場及び立川、名古屋、八幡各場外発売所
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� 駐車場用地等の貸付料

貴会は、貴会の不動産の貸付けの基準として、「日本中央競馬会不動産貸付基準」（昭和

50年理事長達第 9号。以下「貸付基準」という。）を定めている。貸付基準によれば、貴会の

所有している不動産の貸付料については、当該不動産の固定資産課税台帳登録価格等に、

土地については 100分の 2.8の料率を、土地以外の不動産については 100分の 12の料率

を、それぞれ乗じた額に消費税を加えた額を貸付料の年額とするとされている。また、貴

会が賃借している不動産を貸し付ける場合の貸付料の年額は、貴会が支払うべき賃借料相

当額とするとされている。

前記の賃貸方式を採用している駐車場用地等の年間貸付料は、上記の貸付基準の料率に

より算定した貸付料の年額を 365で除した額に開催日数を乗じた額となっている。

そして、貴会は、前記 11件の賃貸借契約に係る駐車場用地等の貸付料として、弘済会

から 18事業年度に 4億 6978万余円、19事業年度に 4億 2143万余円、計 8億 9121万余

円を徴収している。

また、貸付基準では、料率の特例として、貸付物件の使用形態又は利用効率その他のや

むを得ない事情により貴会理事長が上記の料率によることが実情に沿わないと認めた場合

は、その料率を増減することがある旨規定されている（以下、この規定を「弾力条項」とい

う。）。

� 貴会の契約制度

貴会の契約制度については、日本中央競馬会会計規程（昭和 29年規約第 2号）において競

争契約によることが原則となっているが、事業経営上競争に付することが不利又は困難で

あると認める場合、契約の性質又は目的が競争を許さないときなど貴会理事長が定める場

合においては、指名競争に付し、又は随意契約をすることができるとされており、国の場

合とほぼ同様の内容となっている。

� 閣議決定により要請されている事業運営の効率化・透明化等への取組

13年 12月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」では、中央競馬関係事業につ

いて、貴会が講ずべき措置として、「管理経費・競走事業費の削減など更なる事業の効率

化を図る。その一環として、公正確保と両立させつつ、一般競争入札等の範囲を大幅に拡

大するとともに、関係会社等に対する委託費等を削減する」こととされている。また、17

年 12月に閣議決定された「行政改革の重要方針」では、「競争性のある契約のうち競馬の公

正・中立性の確保上支障のない契約については、そのすべての契約を、平成 22年までの

できる限り早い時期に競争入札に移行させる」などとされている。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

有料駐車場は、競馬場及び場外発売所への車両による来場を可能にするなど、来場者に対

する利便性を向上させる施設であり、その存在は来場者にも十分に認知されており、競馬場

周辺の交通環境が悪化しないように車両の抑制を行いつつ、今後も引き続き運営を行ってい

くことが見込まれる。

有料駐車場の利用料金については、収益性を目的としたものではないとしているものの、

数度の見直しにより値上げが行われてきている。また、貴会は、前記 38か所の有料駐車場

の運営について弘済会との随意契約による賃貸方式を採用してこれを継続してきている。
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そこで、合規性、効率性等の観点から、有料駐車場用地等の貸付料が、弘済会が収入とし

ている駐車場利用料金や有料駐車場の運営に要する経費の実情を勘案した適切なものになっ

ているか、有料駐車場の運営を随意契約による賃貸方式で行っていることは適切かなどに着

眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、貴会本部、 8競馬場及び 29場外発売所
（注 7）

において会計実地検査を行った。そし

て、駐車場用地等の賃貸借契約書等の書類により検査するとともに、駐車場を設置している

9競馬場及び 3場外発売所を対象として、貴会に駐車場の運営に係る人員の配置数、駐車場

利用料金、利用台数等について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検

査した。

（注 7） 8競馬場及び 29場外発売所 札幌、福島、中山、東京、中京、京都、阪神、小倉各

競馬場及び札幌、室蘭、静内、津軽、横手、新白河、銀座、新宿、後楽園、浅草、

錦糸町、渋谷、立川、田無、横浜、石和、名古屋、京都、難波、梅田、道頓堀、神

戸、姫路、米子、小郡、高松、八幡、佐世保、博多各場外発売所

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 弘済会が収入としている駐車場利用料金

貴会は、弘済会と協議の上、駐車場利用料金について、乗用車、バスなどの車種ごとに

1日 1台当たり 500円から 6,000円までと定めている。そして、弘済会は、必要な人員を

駐車場に配置する一方、これらの駐車場利用料金として、18事業年度に 13億 5250万余

円、19事業年度に 13億 1260万余円、計 26億 6511万余円を収受している。このよう

に、弘済会は、貴会に支払っている前記の貸付料 18事業年度 4億 6978万余円、19事業

年度 4億 2143万余円、計 8億 9121万余円に比べて多額の駐車場利用料金を収受して自ら

の収入としている。

� 弘済会との随意契約

貴会は、有料駐車場の運営を賃貸方式で行う際に弘済会と随意契約により有料駐車場用

地等の賃貸借契約を締結しているが、弘済会と随意契約を締結している理由について、駐

車場の管理、運営には、貴会の業務、施設に精通していること、競馬開催に係る専門的知

識が必要であり、この点で弘済会は実績、経験があって信頼できるためとしている。

しかし、弘済会が行っている業務内容は、駐車場利用料金の収受以外には駐車場内の交

通整理、清掃程度であって、特別な専門的知識を必要とするものではなく、また、この種

の業務を行うことができる業者は多数存在していることから、「契約の性質又は目的が競

争を許さないとき」に該当するとは認められず、有料駐車場の運営に係る駐車場用地等の

賃貸借契約の締結に当たって、弘済会と随意契約を締結している事態は適切とは認められ

ない。

したがって、賃貸方式による有料駐車場の運営を継続する場合であっても、競争入札を

行って貸付基準の料率による算定額にとらわれずに弾力条項を適用するなどして貸付料の

設定を行い、競争性及び透明性を確保するべきであると認められる。

� 賃貸方式から委託方式への移行

前記のとおり、新白河場外発売所は、貴会が駐車場内の車両整理等を外部に委託するこ
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となどにより、委託方式で自ら有料駐車場の運営を行っている。そして、新白河場外発売

所と同様に、有料駐車場の運営を賃貸方式から委託方式として競争入札を行い、競争性及

び透明性を確保することも可能であることから、委託方式の導入について検討することも

考えられる。

そして、仮に有料駐車場の運営を貴会自らが行う委託方式とした場合には、貴会は、有

料駐車場用地等に係る貸付料を弘済会から徴収できなくなり、運営に要する経費を委託費

として自ら負担することとなる一方で、駐車場利用料金は貴会の収入とすることができる

と認められる。

� 貴会が得ることができた増収額

弘済会は駐車場利用料金として、18事業年度 13億 5250万余円、19事業年度 13億

1260万余円、計 26億 6511万余円を収受していた。そこで、貴会が外部委託に用いてい

る単価及び貴会から提出された弘済会における駐車場の配置要員の実績を基に駐車場の運

営に要する経費を試算すると、次表のとおり 18事業年度 4億 9390万余円、19事業年度

4億 8835万余円、計 9億 8225万余円となり、その収支差額は、計 16億 8285万余円とな

る。

そして、賃貸方式とした場合には、上記の収支差額等を勘案して実情に沿った適切な貸

付料を算定した上で競争入札としたとすると、上記の収支差額計 16億 8285万余円が貸付

料として徴収することができ、貴会が徴収していた貸付料計 8億 9121万余円に比べて約

7億 9163万円の増収を図ることができると認められる。

また、賃貸方式に代えて委託方式とした場合には、新たに駐車場の運営に要する経費計

9億 8225万余円を負担して、貸付料計 8億 9121万余円は徴収できなくなる一方、弘済会

が収入としていた駐車場利用料金計 26億 6511万余円は貴会の収入とすることができ、貴

会が徴収していた貸付料に比べて、上記の賃貸方式による試算と同様に約 7億 9163万円

の増収を図ることができると認められる。

表 弘済会における駐車場の配置要員の実績を基に本院が試算した駐車場の運営に要する経

費及び貴会が得ることができた増収額等 （単位：千円）

事業
年度

弘済会が収入
とした駐車場
利用料金（A）

本院が試算した有
料駐車場の運営に
要する経費（B）

収支差額
（C＝A－B）

駐車場用
地等の貸
付料（D）

増収を図ることが
できた額（C－D）

平成

18 1,352,503 493,903 858,599 469,781 388,817

19 1,312,608 488,355 824,252 421,435 402,817

計 2,665,112 982,259 1,682,852 891,217 791,635

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値を合計しても合計欄

の数値と一致しない場合がある。

（是正改善を必要とする事態）

貴会は、有料駐車場の運営について、新白河場外発売所を除き、随意契約による賃貸方式

を採用しているが、弘済会は、貴会が徴収している貸付料に比べて多額の駐車場利用料金を

収受して収入としているのに、有料駐車場用地等の貸付料を実情に沿って見直したり、委託

方式により自ら実施したりすることについて十分な検討を行うことのないまま賃貸方式を続

けている事態は適切とは認められず、是正改善を図る要があると認められる。
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（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴会において、有料駐車場用地等の賃貸借契約につい

て、競争契約を行うなどにより、競争性及び透明性を十分に確保することの重要性について

の認識が十分でなかったこと、有料駐車場運営業務の実態、弘済会が収入とした駐車場利用

料金、運営業務に要する経費を勘案して有料駐車場の貸付料を実情に沿った適切なものとす

るための検討が十分でなかったこと、委託方式により自ら運営を行うことについての検討が

十分でなかったことなどによると認められた。

3 本院が求める是正改善の処置

貴会は、「特殊法人等整理合理化計画」及び「行政改革の重要方針」において、中央競馬関係

事業の効率化の一環として、一般競争入札等の範囲を大幅に拡大するとともに、関連公益法

人等に対する委託費等を削減することが求められている。

ついては、貴会において、有料駐車場運営業務の実態、弘済会が収入としている駐車場利

用料金、運営業務に要する経費を勘案して、有料駐車場の運営について、貴会の方針に応じ

て次のような措置を講ずることにより、契約の競争性及び透明性を確保するとともに増収を

図るよう是正改善の処置を求める。

ア 賃貸方式による場合であっても競争入札を行い相手方を選定して、貸付基準の料率によ

る算定額にとらわれずに弾力条項を適用するなどして実情に沿った適切な貸付料を設定す

ること

イ 賃貸方式に代えて委託方式にする場合には、競争契約により相手方を選定することと

し、併せて、駐車場利用料金を貴会の収入とすること

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果
役務契約の実施における契約事務の適正化について

（平成 18年度決算検査報告 513ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

（検査結果の概要）

日本中央競馬会（以下「競馬会」という。）は、競馬開催や競馬場建設等のために、多額の経

費を要して工事や役務の契約を行っているが、平成 13年 12月に閣議決定された「特殊法人

等整理合理化計画」（以下「整理合理化計画」という。）及び 17年 12月に閣議決定された「行政

改革の重要方針」に基づき、中央競馬関係事業の効率化の一環として、公正確保と両立させ

つつ、競争入札の範囲を大幅に拡大するとともに、子会社及び関係会社（以下、これらを「子

会社等」という。）に対する委託費等を削減することなどが求められている。

そこで、合規性、経済性等の観点から、整理合理化計画及び行政改革の重要方針の趣旨に

沿った一般競争契約及び指名競争契約（以下、両契約を合わせて「競争契約」という。）への移

行等の措置が、その期限とされている 22年までのできる限り早い時期に向けて計画的に実

施されているかなどに着眼して検査したところ、検査の対象とした契約全体に占める随意契

約の割合（金額）は、18事業年度においても 79.9％となっており、整理合理化計画の期限と

されていた 17年度末までに競争契約の大幅な拡大がなされたとは認められない状況となっ

ていた。
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18事業年度に競馬会が締結した契約を種類別にみると、物品等の賃借及び役務の契約に

ついて随意契約の金額の割合がそれぞれ 99.9％、84.2％と極めて高く、これらの随意契約

（契約件数 1,451件、契約金額 1196億 6282万余円）の 2分の 1は子会社等との契約となって

おり、この中には大半の業務を再委託しているものが多数見受けられた。そして、物品等の

賃借及び役務の契約の随意契約の理由として多いものは、機械・装置のリース契約を除け

ば、「契約実績、経験を有する」、「専門的又は高度な知識、知見、技術を有する」などとなっ

ていた。

また、行政改革の重要方針では、競馬の公正・中立性の確保上支障のないことが競争入札

へ移行する上での前提としているが、公正確保を随意契約の理由の一つとしている契約は、

契約件数 1,451件中の 652件であり、これらの契約を本院において業務内容別に分類する

と、機械・装置のリース契約で 511件中 476件、警備業務契約で 133件中 61件、清掃業務

契約で 59件中 44件等となっており、同種の業務でも公正確保を随意契約の理由として掲げ

ているものと、掲げていないものがあった。

そこで、随意契約の理由の妥当性について検査したところ、次のとおり適切とは認められ

ない事態が見受けられた。

ア 競馬の公正確保上特段の支障もなく、競争性のある契約であるため、競争契約へ移行す

ることが可能であると認められたもの

（契約件数 141件、契約金額 76億 4496万余円）

場外勝馬投票券発売所（以下「ウインズ」という。）の警備、清掃業務等の業務区域に
きゆう

は、厩舎地区等の競馬の公正確保のため万全を期す必要がある地区は含まれておらず、

業務の全体を競争契約に移行しても公正確保上特段の支障がないものと認められた。ま

た、これらの業務は特殊な業務ではなく、履行可能な業者は多数存在することから競争契

約へ移行することが可能であると認められた。

イ 競争契約を実施した場合に公正確保上支障が生ずる業務と特段の支障がない業務とに区

分するなどにより、随意契約としていた業務の一部を競争契約に移行できると認められ

たもの

（契約件数 38件、契約金額 89億 3013万余円）

競馬場内の警備、清掃業務の業務区域には、厩舎地区、下見所等が含まれていて競馬関

係者や競走馬と接する機会があるが、それ以外のスタンドのファンエリア等の区域におい

ては接する機会はない。また、成績表の印刷製本業務については、全国的な組織を有して

いなくても実施可能であることなどから、レーシングプログラムの印刷製本業務と分離す

ることにより、さらに、レーシングプログラム発送業務は、一般の運送業者が全国に多数

存在することなどから、競争契約を行うことは可能であると認められた。

したがって、当該業務について、競争契約を実施した場合に公正確保上支障が生ずる部

分と特段の支障がない部分に区分するなどにより業務の一部を競争契約に移行することが

可能であると認められた。

（検査結果により求めた是正改善の処置）

競馬会においては、競争契約への移行の期限が 22年とされてはいるものの、直ちに競争

契約へ移行が可能であるかどうかについて検討して、競争契約に移行可能なものは速やかに

移行するとともに、検討に時間を要するものについては検討内容や進ちょく状況を公表する
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などして契約の競争性及び透明性を高める必要があり、次のとおり、競馬会の理事長に対し

て 19年 10月に、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求めた。

ア 競馬会が締結している随意契約のうち、子会社等と締結している契約も含めて、競馬の

公正確保上特段の支障がないウインズの警備、清掃業務等については、施設や業務の状況

を踏まえて、競争契約への移行を図ること

イ 競馬会が締結している随意契約のうち、競馬場内の警備、清掃業務等については、競争

契約を実施した場合の競馬の公正確保上の支障の有無や対応策を検討して、支障がないも

のについては移行の時期や手順を明確にすること

2 当局の処置状況

本院は、競馬会本部、競馬場及びウインズにおいて、その後の処置状況について会計実地

検査を行った。

検査の結果、競馬会は、本院指摘の趣旨に沿い、20年 8月までに次のような処置を執

り、又は引き続き検討を行っている。

ア ウインズの警備、清掃業務等のうち、ウインズ周辺の交通警備業務及び競馬場の一般入

場券発売業務については、それぞれ 20年 3月及び同年 2月から 8月までの間に競争契約

に移行している。

そして、競馬場の指定席入場券発売業務並びにウインズ館内の開催警備業務、案内業

務、ウインズ館内の清掃業務及びウインズの不動産総合管理業務の一部については、21

事業年度に競争契約に移行する予定としている。また、ウインズ館内の平日払戻警備業務

等については、施設や業務の状況を踏まえて、競馬会において引き続き検討を行っていく

こととしている。

イ 競馬場内の警備、清掃業務等のうち、厩舎地区等を除くスタンドのファンエリア清掃業

務については 20年 3月又は 4月に競争契約に移行している。

そして、競馬場内の開催警備業務の一部及び成績表の印刷製本発送業務については、21

事業年度に競争契約に移行する予定としている。また、競馬場内の常駐警備業務、レーシ

ングプログラムの発送業務等については、競馬の公正確保上の支障の有無等を踏まえて、

競馬会において引き続き検討を行っていくこととしている。
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第 7 日本郵政公社

不 当 事 項

不 正 行 為

（829）―

（840）
職員の不正行為による損害が生じたもの

部 局 等 12郵便局（職員 12人）

不正行為期間 平成 10年 8月～19年 7月

損害金の種類 郵便貯金預入金、郵便貯金貸付金等

損 害 額 224,016,789円

本院は、日本郵政公社（平成 15年 3月 31日以前は総務省、13年 1月 5日以前は郵政省。以

下「公社」という。）の 12郵便局における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に基づ

く日本郵政株式会社の取締役兼代表執行役社長からの報告、同条の規定に基づく総務大臣から

の報告及び会計法（昭和 22年法律第 35号）第 42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けると

ともに、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して日本郵

政株式会社本社及び 6郵便局
（注）

において会計実地検査を行った。

上記の不正行為により損害が生じたものは 12件、損害額で 224,016,789円あり、いずれも不

当と認められる。

このうち 20年 9月末現在で損害の補てんが終わっていないものが 5件、損害額で

171,588,643円（うち補てん済みの額 2,112,000円）、損害額のすべてが補てん済みとなっている

ものが 7件、損害額で 52,428,146円となっている。

この 12件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示す

と、次のとおりである。

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

なお、公社は、19年 10月 1日に解散して、その業務等は、独立行政法人郵便貯金・

簡易生命保険管理機構、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式

会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険に承継された。

ア 平成 20年 9月末現在で損害の補てんが終わっていないもの

部 局 等 不 正 行 為 期 間 損 害 額
年 月 円

（829） 関 東 支 社 管 内
妻 沼 郵 便 局

17. 6から
18. 6まで

2,527,789

本件は、上記の部局において、現金出納責任者所属の出納員である職員柴�某が貯金
保険外務事務に従事中、預金者から預かった貯金証書等を使用して払戻しの手続を行い

交付を受けた定額郵便貯金払戻金や契約者から受領した保険料を領得したものである。

（830） 東 京 支 社 管 内
東大和芋窪郵便局

19. 4から
19. 5まで

11,670,000

本件は、上記の部局において、特定郵便局長増田某が、現金出納責任者所属の出納員

として資金管理事務に従事中、現金出納責任者の保管に係る資金を領得したものであ

る。
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（831） 東 海 支 社 管 内
東 海 南 郵 便 局

18. 2から
19. 2まで

2,277,000

本件は、上記の部局において、現金出納責任者所属の出納員である職員藤井某が貯金

保険外務事務に従事中、契約者から受領した保険料や預金者から受領した定額郵便貯金

預入金を領得したものである。

なお、本件損害額については、平成 20年 9月末までに 677,000円が同人から返納さ

れている。

（832） 近 畿 支 社 管 内
永 源 寺 郵 便 局

15.12から
19. 7まで

6,410,372

本件は、上記の部局において、特定郵便局長安田某が現金出納責任者所属の出納員と

して資金管理事務に従事中、郵便物の差出人から受領した料金別納郵便物の料金や、自

己の親族を非常勤職員として雇用したように偽って支出させた非常勤職員賃金を領得し

たものである。

なお、本件損害額については、平成 20年 9月末までに 1,200,000円が同人から返納さ

れている。

（833） 近 畿 支 社 管 内
高槻竹の内郵便局

18. 8から
19. 7まで

148,703,482

本件は、上記の部局において、現金出納責任者所属の出納員である職員静井某が貯金

内務事務に従事中、窓口端末機を不正に操作して、預金者の残高データを自己等の名義

の郵便貯金口座に移し替えたり、他人名義の郵便貯金に貸付処理を行って貸付金相当額

を自己等の名義の貯金通帳に預入したりして払い出した通常郵便貯金預入金や定額郵便

貯金貸付金等を領得したものである。

なお、本件損害額については、平成 20年 9月末までに 235,000円が同人から返納さ

れている。

（829）―（833）の計 5件 171,588,643

イ 平成 20年 9月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの

部 局 等 不正行為者の職務 不正行為期間 損害金の種類 損 害 額 補てん済み

年月 円 年月

（834） 北海道支社管内
札幌中央市場前郵
便局

現金出納責任者所
属出納員（15年 3
月以前は分任繰替
払等出納官吏所属
出納員）（資金管理
事務）

14.12から
19. 6まで

非常勤職
員賃金

3,014,033 19. 8

（835） 東北支社管内
庭坂郵便局

分任繰替払等出納
官吏所属出納員
（貯金内務事務）

13. 1から
13. 2まで

定額郵便
貯金預入
金

3,730,000 19.11

（836） 同
表郷郵便局

現金出納責任者所
属出納員（貯金保
険外務事務）

17. 1から
19. 7まで

定額郵便
貯金預入
金等

8,300,000 19. 9

（837） 関東支社管内
船橋郵便局

現金出納責任者所
属出納員（支出事
務）

18. 4から
19. 6まで

非常勤職
員賃金等

3,645,421 19. 9

（838） 南関東支社管内
小田原東郵便局

現金出納責任者所
属出納員（貯金保
険内務事務）

19. 5 資金 5,000,000 19. 6
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部 局 等 不正行為者の職務 不正行為期間 損害金の種類 損 害 額 補てん済み

年月 円 年月

（839） 近畿支社管内
西宮荒木郵便局

現金出納責任者
（資金管理事務）

16.11 定額郵便
貯金払戻
金等

27,200,049 19. 8

（840） 同
三郷立野郵便局

現金出納責任者所
属出納員（15年 3
月以前は分任繰替
払等出納官吏）（資
金管理事務）

10. 8から
18.12まで

非常勤職
員賃金等

1,538,643 19. 6

（834）―（840）の計 7件 52,428,146

ア、イの合計 12件 224,016,789

〔なお、「部局等」については、15年 3月 31日以前の各郵政局を各支社と表示している。〕

（注） 6郵便局 札幌中央市場前、船橋、東大和芋窪、高槻竹の内、西宮荒木、三郷立野各郵

便局
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第 8 東京地下鉄株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

駅改良工事における土留壁に使用する土留仮設鋼材の材料費の積算を適切なものとす

るよう改善させたもの

科 目 （款）鉄道事業建設仮勘定

部 局 等 東京地下鉄株式会社本社

工 事 名 八丁堀駅エレベーター設置に伴う土木・建築工事等 44工事

工 事 の 概 要 駅の改良工事の一環として、出入口の増設、エレベーターの設置等を

行うもの

工 事 費 137億 4314万余円（平成 16年度～19年度）

契 約 平成 16年 7月～20年 3月 一般競争契約、指名競争契約、見積合せ

競争契約、特命随意契約、随意契約

土留仮設鋼材の
材料費の積算額

1億 7701万余円（平成 16年度～19年度）

低減できた土留
仮設鋼材の材料
費の積算額

1990万円（平成 16年度～19年度）

1 工事の概要

� 駅改良工事の概要

東京地下鉄株式会社（以下「会社」という。）は、旅客の安全性の確保及び利便性の向上を

目的として駅の改良土木工事（以下「改良工事」という。）を平成 16年度から 19年度までの

間に 59工事、工事費総額 165億 0551万余円で実施している。これらの工事は、安全性の

確保を目的として、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準の一部改正に

ついて」（平成 16年国鉄技第 124号）に基づき、排煙設備の改良や避難通路にするための出入

口の増設等を行ったり、利便性の向上を目的として、「高齢者、身体障害者等の公共交通

機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（平成 12年法律第 68号）等に基づき、駅

の地上出入口からホームまでのエレベーター等を新設したりなどするものである。

� 土留仮設鋼材の材料費の積算

これらの工事を実施するに当たり、開削工法による掘削を行う場合には、周辺地盤の崩

壊を防止するとともに工事期間中の作業スペースを確保するために、仮設の土留壁を設置

している。この土留壁に使用する H形鋼杭及び鋼矢板（以下、これらを「土留仮設鋼材」と

いう。）には、施工現場に全部又は切断して一部を存置するもの（以下「埋殺し鋼材」とい

う。）と、引き抜いて撤去するもの（以下「引抜き鋼材」という。）がある。

そして、改良工事においては、土留仮設鋼材の材料費を次のとおり積算していた。

埋殺し鋼材については、会社制定の「土木工事積算基準」（以下「積算基準」という。）に基

づき、会社制定の「材料等単価表」（以下「単価表」という。）記載の土留仮設鋼材の新品材料

単価を適用して積算する。また、引抜き鋼材については、積算基準に掲載している下記の

供用期間別損料表（以下「損料表」という。）に基づき、該当する供用期間の損料率を単価表
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記載の土留仮設鋼材の新品材料単価に乗じて土留仮設鋼材の損料を算出して積算する。

供用期間別損料表

供用期間 3か月未満 6か月未満 1年未満 2年未満 3年未満 3年以上

損 率 10％ 20％ 30％ 50％ 70％ 80％

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

会社は、旅客の安全性の確保及び利便性の向上を目的とした改良工事を今後も引き続き多

数実施する見込みである。そこで、本院は、会社の本社において、経済性等の観点から土留

仮設鋼材の材料費の積算が適切なものとなっているかなどに着眼して会計実地検査を行っ

た。そして、16年度から 19年度までの間に会社が施行した前記の改良工事 59工事につい

て、予定価格の工事内訳書の内容及び工事現場における土留仮設鋼材の施工状況等を検査し

た。

（検査の結果）

検査したところ、上記工事のうち、八丁堀駅エレベーター設置に伴う土木・建築工事等

44工事、工事費総額 137億 4314万余円（土留工事費 7億 8766万余円）において、次のよう

な事態が見受けられた。

すなわち、会社は、上記の 44工事について、積算基準に基づき埋殺し鋼材については新

品材料単価を、引抜き鋼材については損料を用いることとして決定したそれぞれの単価に鋼

材使用重量を乗ずるなどして土留仮設鋼材に係る材料費を、 1億 7701万余円と積算してい

た。

しかし、埋殺し鋼材については、会社制定の土木工事標準示方書においても特段新品材料

の使用を指定しておらず、また、会社は強度上の問題もないことから、新品に比べて安価な

他の工事現場において使用された中古品の土留仮設鋼材の使用を認めており、その積算に当

たっては単価表における土留仮設鋼材の新品材料単価をそのまま適用せずに一定程度低減し

て行うべきであると認められた。

現に、改良工事において埋殺し鋼材に中古品を使用している工事が見受けられ、また、会

社の地下鉄建設工事を実施する部署においては積算に当たって中古品の使用を考慮して、国

土交通省制定の「土木工事標準積算基準書」（以下「国交省積算基準」という。）に準じて土留仮

設鋼材の新品材料単価を 10％低減していた。

また、引抜き鋼材については、専門の賃貸業者が所有する土留仮設鋼材の貸出しを受け

て、施工現場で使用するのが一般的であり、その積算に当たっては土留仮設鋼材の損料では

なく賃料によるべきであると認められた。

現に、国交省積算基準によれば、引抜き鋼材の積算は損料ではなく賃料で行うこととし

て、賃料は市場単価に供用日数を乗じて算出することとしており、また、会社の地下鉄建設

工事を実施する部署においては「建設用仮設材賃料積算基準」（平成 7年建設省経機発第 43号。

以下「国交省賃料基準」という。）に準じて積算している工事が見受けられた。

＜事例＞

町屋駅空調機械室新設その他土木工事（平成 18年度契約、工事費 2億 0475万円、土留

第
3
章

第
2
節

第
8

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

― 773 ―



工事費 1297万余円）においては、埋殺し鋼材の積算に当たり、 2種類の土留仮設鋼材を使

用することとして、それぞれの鋼材使用重量に単価表の鋼材単価 69,300円/t、72,000円/

tを乗ずるなどして材料費を合計 3,711,501円としていた。しかし、 2種類の土留仮設鋼

材について、中古品の使用を考慮して、国交省積算基準に準じて単価表の鋼材単価を

10％低減すると材料単価はそれぞれ 62,370円/t、64,800円/tとなり、これにそれぞれの

鋼材使用重量を乗ずるなどすると材料費は合計 3,430,273円となり、材料費を 281,228円

低減できたと認められる。

また、引抜き鋼材の積算に当たり、予定使用期間が 405日であることから、損料表に基

づき単価表の材料単価の 67,500円/tに 0.5を乗じて、土留仮設鋼材の損料を 33,750円/t

として、これに鋼材使用重量を乗ずるなどして材料費を 233,328円としていた。しかし、

国交省賃料基準に準じて賃料の積算を行うと、単価表の土留仮設鋼材の 1日当たり賃料は

41円/tであり、これに上記の 405日を乗ずると、引抜き鋼材の賃料は 16,605円/tとな

り、これに鋼材使用重量を乗ずるなどすると材料費は 137,047円となり、材料費を 96,281

円低減できたと認められた。

このように、改良工事における土留壁に使用する土留仮設鋼材の材料費の積算に当たっ

て、中古品の使用を考慮しなかったり、賃料による積算を行わなかったりしていた事態は適

切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（低減できた積算額）

上記により、埋殺し鋼材の積算については中古品の使用を考慮して国交省積算基準に準じ

て土留仮設鋼材の新品材料単価を 10％低減させることとし、また、引抜き鋼材の積算につ

いては国交省賃料基準に準じて算出することとして修正計算すると、土留仮設鋼材の材料費

の積算額は 1億 5711万余円となり、前記の積算額 1億 7701万余円を約 1990万円低減でき

たと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、埋殺し鋼材及び引抜き鋼材の積算方法の取扱いについ

て、会社内の改良工事を実施する部署では新品材料価格と損料を、地下鉄建設工事を実施す

る部署では 10％低減した材料単価と賃料を用いており統一的な積算の運用がなされていな

かったことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、会社は、20年 9月に、土留仮設鋼材の材料費の積

算に当たって、埋殺し鋼材については新品材料単価を 10％低減させることとし、また、引

抜き鋼材については賃料によることとするよう積算基準を改正して、同年 10月以降契約す

る工事から適用することとする処置を講じた。
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第 9 成田国際空港株式会社

意見を表示し又は処置を要求した事項

無償で貸し付けている土地の貸付契約について、借受者と有償化に向けた協議を行

い、社内規程に適合したものとするよう適宜の処置を要求したもの

科 目 土地貸付料

部 局 等 成田国際空港株式会社本社

契 約 名 土地使用貸借契約等

契 約 の 概 要 空港施設用地及び航空保安施設用地の一部を無償で貸し付けるもの

契約の相手方 関東総合通信局等 8官署

検査の対象とし
た契約件数

18件

社内規程に適合
していない契約
件数

18件

有償とした場合
の上記土地に係
る貸付料相当額

9966万円（平成 19事業年度）

【適宜の処置を要求したものの全文】

空港施設用地及び航空保安施設用地の貸付契約の有償化について

（平成 20年 10月 31日付け 成田国際空港株式会社代表取締役社長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求する。

記

1 成田国際空港株式会社の概要

� 貴会社の設立等

貴会社は、成田国際空港株式会社法（平成 15年法律第 124号）に基づき、平成 16年 4月 1

日に、同法の規定により解散した新東京国際空港公団（以下「空港公団」という。）の一切の

権利及び義務を承継して、全額政府出資の特殊会社として設立された。

貴会社は、株式上場による完全民営化の早期実現を目標として掲げており、18事業年

度から 22事業年度までの 5か年の中期経営計画「Newステージ 2010」を策定して、経営基

盤の強化に向けての収益拡大等の一方策として、着陸料収入等の航空収入はもとより、構

内営業料収入、土地貸付料収入等の非航空収入の増大を図ることとしており、また、社会

に評価される企業グループを目指して、法規範、社内規範等の法令遵守を徹底することと

している。

� 土地等の貸付契約の概要

貴会社は、空港施設用地及び航空保安施設用地のほか、空港周辺における航空機の騒音

等により生ずる障害を防止するために取得した土地（以下「騒音対策用地」という。）等を所

有しており、これらの土地及びその土地に建設した建物の一部を、土地使用貸借契約、土

地賃貸借契約等（以下、これらを合わせて「貸付契約」という。）を締結した上で、国、地方

公共団体等に貸し付けている。貸付契約は、貸付期間が満了する一定期日前までに文書に
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よる意思表示がない限り、同一条件で継続されるものとする自動更新条項により継続され

ている。また、貸付契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都度、双方が協

議の上、決定するものとされている。

� 空港公団における土地等の貸付けに関する規定

空港公団は、新東京国際空港公団会計規程（昭和 42年規程第 4号。以下「公団規程」とい

う。）を定めて、財産等の貸付けなどについては、適正な対価によることとする一方で、公

共施設の用に供する財産等を、国、地方公共団体等が、当該施設の目的に従って管理しよ

うとする場合には、無償で貸し付けることができる旨を規定していた。また、新東京国際

空港公団騒音対策用地貸付規程（平成 2年規程第 7号）等においては、騒音対策用地を地方公

共団体等に対して貸し付ける場合で、その貸付けが当該用地について空港公団が負担する

費用の軽減となる場合等には、無償で貸し付けることができる旨を規定していた。

� 貴会社における土地等の貸付けに関する規定

上記に対して、貴会社は、固定資産管理事務細則（平成 16年細則第 5号。以下「管理事務

細則」という。）を定めて、固定資産の貸付けなどについては、適正な対価によることとす

る一方で、公団規程のような国、地方公共団体等に対して、無償で貸し付けることができ

る旨の規定は設けていない。ただし、騒音対策用地を地方公共団体等に貸し付ける場合

は、騒音対策用地貸付要領（平成 16年地共業第 11号）等を定めて、空港公団当時の場合と同

様に無償で貸し付けることができるとする例外的な規定を設けている。

また、貴会社は、騒音対策用地以外の用地であっても、空港警備等の必要性に基づき地

方公共団体に貸し付けている土地等については、成田空港建設の歴史的経緯等の特殊事情

及び空港の安全確保の点から、経営上の判断により、空港公団当時の場合と同様に無償で

貸し付けることができるとしている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

前記のとおり、空港公団及び貴会社が土地の貸付けを行うに当たり、公団規程には、公共

施設の用に供する財産を、国、地方公共団体等が当該施設の目的に従って管理しようとする

場合は、無償で貸し付けることができる規定が設けられていたが、管理事務細則には、この

ような規定が設けられておらず、適正な対価によることとしている。

そこで、合規性等の観点から、貸付契約が管理事務細則に適合したものとなっているかな

どに着眼して、貴会社の本社において、空港公団が公団規程に基づき国又は地方公共団体に

無償で貸し付け、19事業年度末現在において、引き続き貴会社が貸し付けている土地等の

貸付契約のうち、騒音対策用地等に係るものを除いた 18件（貸付土地面積計 57,313.3�）を

対象として、契約関係書類等により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

すなわち、前記 18件の貸付契約のうち 16件（貸付土地面積計 57,205.3�）は、空港公団が

公団規程における公共施設の用に供する土地を当該施設の目的に従って管理しようとする場

合に該当するとして、国の 8官署
（注 1）

と無償の貸付契約を締結していたものを、貴会社が引き続

き無償で貸し付けているものであった。また、残りの 2件（貸付土地面積計 108.0�）は、貴
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会社が、16事業年度以降に新規に国の 2官署
（注 2）

と無償の貸付契約を締結しているものであっ

た。

しかし、管理事務細則によると、土地の貸付けは、適正な対価によるものとされているこ

とから、上記の 18件の貸付契約については、貸付料を有償とすべきであったと認められ

る。

＜事例＞

空港公団は、昭和 46年 11月に、動物検疫所長との間で、動物検疫施設用地（貸付面積

21,283.0�）について、貸借期間 30年、貸付料は無償として、自動更新条項を付加した貸

付契約を締結していた。その後、貴会社は、平成 16年 12月に、動物検疫施設の増設に伴

い、貸付面積を増加する変更契約を締結したが、貸付料については、自動更新条項により

無償のままとしていた。

前記の 18貸付契約について、当該土地の 19事業年度の貸付料を、当該土地の不動産鑑定

評価額を基にするなどして算定すると 9966万余円となる。

（是正を必要とする事態）

上記のとおり、本件土地の貸付けについて、貴会社が、空港公団から承継した土地の貸付

契約を継続するなどして無償で貸し付けていて、管理事務細則に適合したものとはなってい

ない事態は適切とは認められず、是正を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴会社において、土地の貸付契約に係る事務の執行に

当たり、貴会社が空港公団の一切の権利及び義務を承継して設立された経緯等を考慮したた

めに、社内規程に対する合規性の確保を図るための検討が十分でなかったことなどによると

認められる。

3 本院が要求する是正の処置

貴会社は、株式上場による完全民営化の早期実現を目標として掲げており、また、前記の

中期経営計画において、社会に評価される企業グループを目指して、法規範、社内規範等の

法令遵守を徹底することなどとしている。

ついては、貴会社において、本件貸付契約の有償化に向けて、借受者である国の 8官署と

速やかに協議を行うなどして、本件貸付契約を管理事務細則に適合したものとするよう是正

の処置を要求する。

（注 1） 国の 8官署 関東総合通信局、東京税関、成田空港検疫所、動物検疫所、東京航空

局、東京航空局成田空港事務所、東京管区気象台、成田航空地方気象台

（注 2） 国の 2官署 東京管区気象台、成田航空地方気象台
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第10 東日本高速道路株式会社、第11 中日本高速道路株式会社、第12 西日本高速

道路株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1）―（ 3）高機能舗装工事における排水桝の改良及び突起型路面標示の設置について、標準

的な仕様及びこの仕様を反映した積算の基準を定めることにより、適切かつ経済

的に実施するよう改善させたもの

会 社 名 � 東日本高速道路株式会社

� 中日本高速道路株式会社

� 西日本高速道路株式会社

科 目 仕掛道路資産

道路資産完成原価

管理費用

部 局 等 � 本社、 2支社

� 本社、 4支社

� 本社、 4支社

工 事 名 � 横浜新道新保土ヶ谷地区舗装補修工事等 28工事

� 東名高速道路清水～菊川間舗装補修工事等 28工事

� 南大阪管内舗装補修工事等 59工事

工 事 の 概 要 高速道路において、高機能舗装を新設したり、従来の舗装を高機能舗

装に打ち換えたりなどするもの

契 約 金 額 � 139億 7411万余円（平成 16年度～19年度）

� 172億 8343万余円（平成 16年度～19年度）

� 293億 1921万余円（平成 17年度～19年度）

請 負 人 � 16会社、 3共同企業体

� 18会社、 5共同企業体

� 32会社、 5共同企業体

契 約 平成 16年 11月～20年 3月 一般競争契約、公募型指名競争契約、

指名競争契約、随意契約
ます

工事費積算額 排水桝の改良

� 2359万余円（平成 17年度～19年度）

� 2421万余円（平成 17年度～19年度）

� 2294万余円（平成 17年度～19年度）

突起型路面標示の設置

� 3517万余円（平成 16年度～19年度）

� 5957万余円（平成 16年度～19年度）

� 1億 1292万余円（平成 17年度～19年度）

低減できた工事
費積算額

排水桝の改良

� 2178万円（平成 17年度～19年度）
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� 2166万円（平成 17年度～19年度）

� 1877万円（平成 17年度～19年度）

突起型路面標示の設置

� 680万円（平成 16年度～19年度）

� 899万円（平成 16年度～19年度）

� 1520万円（平成 17年度～19年度）

ます

1 高機能舗装工事における排水桝の改良及び突起型路面標示の設置の概要

� 高機能舗装の概要

東日本高速道路株式会社（以下「東会社」という。）、中日本高速道路株式会社（以下「中会

社」という。）及び西日本高速道路株式会社（以下「西会社」という。また、以下、これらを合

わせて「 3会社」という。なお、 3会社は平成 17年 9月 30日以前は日本道路公団）は、高

速道路の建設工事又は保全工事の一環として、高機能舗装を新設する工事や従来のアス

ファルト舗装（以下「従来舗装」という。）を高機能舗装に打ち換えるなどの工事（以下、これ

らの工事を合わせて「高機能舗装工事」という。）を、毎年度多数実施している。
げき

高機能舗装は、従来舗装に比べて表層に使用するアスファルト混合物の空隙率を高くし

たもので、空隙が雨水等や車両の走行騒音を吸収するために、速やかな排水による走行安

全性の向上効果や騒音の低減効果等の機能を有している。そして、 3会社は、 4年 10月

から高機能舗装を段階的に導入して、10年 1月にアスファルト舗装の標準としており、

20年 3月末の時点で、全高速道路の舗装延長の約 6割が高機能舗装となっている。

� 橋りょう部の排水桝の改良及び突起型路面標示の設置の概要

ア 橋りょう部の排水桝の改良

高機能舗装は、雨水等を舗装表面を流下させて排水する従来舗装と異なり、表層中に

浸透した雨水等を不透水性の基層表面を流下させて排水する構造となっている。そし
のみ

て、橋りょう部の従来舗装用の排水桝は、雨水等の呑口が舗装表面と同じ高さに設けら

れていることから、高機能舗装に打ち換えた場合、表層中に浸透した雨水等は排水桝の

側面で遮断されて排水できない構造となっている。このため、 3会社は、高機能舗装工

事のうち橋りょう部で従来舗装を高機能舗装に打ち換える工事において、排水機能を確

保するために、表層中に浸透した雨水等が流入できるように排水桝の改良を実施してい

る（参考図 1、 2参照）。

イ 突起型路面標示の設置

3会社は、高機能舗装工事の実施に併せて、事故防止等の安全対策の一環として、車

両が通過する際に生ずる軽振動により運転手へ車線逸脱防止の注意喚起を行うことなど

を目的として、車道外側線（標示幅 20�）や車道中央線等（標示幅 15�）の路面標示の上

に突起を付け加えたもの（以下「突起型路面標示」という。）を設置している（参考図 1、 3

参照）。

そして、 3会社は、高機能舗装工事における橋りょう部の排水桝（以下、単に「排水

桝」という。）の改良及び突起型路面標示の設置については、現地条件が工事ごとに異な

ることなどから、仕様及び積算の基準を定めていなかった。
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2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

3会社は、それぞれの中期経営計画等において、高速道路の安全性や走行環境の向上を図

るなどのため、今後も引き続き舗装の高機能舗装化を推進することとしており、また、建

設・管理コストの更なる削減に努めることとしている。

そこで、本院は、 3会社の本社及び 10支社において、経済性等の観点から、仕様及び積

算の基準が定められていない高機能舗装工事における排水桝の改良及び突起型路面標示の設

置について、その実施が適切なものとなっているかなどに着眼して会計実地検査を行った。

（検査の対象及び方法）

検査に当たっては、 3会社の 10支社管内で実施された高機能舗装工事のうち、工期が 18

年度及び 19年度に係る 115工事（東会社 28工事、当初契約金額計 139億 7411万余円。中会

社 28工事、同 172億 8343万余円。西会社 59工事、同 293億 1921万余円）を対象として、

設計書等の書類、現地の状況等を確認するなどの方法により検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、排水桝の改良及び突起型路面標示の設置について、次のような事態が見

受けられた。

� 排水桝の改良について

排水桝の改良については、東会社は前記 28工事のうちの 15工事で計 633個（工事費積

算額計 2359万余円）、中会社は前記 28工事のうちの 13工事で計 876個（同 2421万余

円）、西会社は前記 59工事のうちの 33工事で計 1,587個（同 2294万余円）を、それぞれ実

施していた。そして、これらの排水桝についての改良の方法、施工単価等は、次のように

なっていた。

ア 交換による排水桝の改良

上記東会社の 15工事
（注 1）

のうちの 12工事、中会社の 13工事のうちの 6工事及び西会社

の 33工事
（注 2）

のうちの 7工事においては、排水桝の改良は桝を交換する方法によることが

標準であるなどとして、それぞれ計 491個（東会社）、計 443個（中会社）及び計 318個
あな

（西会社）の既設の桝を撤去して、側面に孔の開いた高機能舗装用の桝に交換していた。

そして、施工単価についてみると、材料費は見積りを徴するなどして、また、施工費

は 3会社が定めている排水桝の設置、撤去の施工歩掛かりを用いるなどして、桝 1個当

たり 31,014円から 76,124円（東会社）、34,560円から 89,090円（中会社）及び 25,912円か

ら 63,514円（西会社）とそれぞれ積算していた。

イ 加工による排水桝の改良

前記東会社の 15工事
（注 1）

のうちの 4工事、中会社の 13工事のうちの 7工事及び西会社の

33工事
（注 2）

のうちの 28工事においては、既設の排水桝を引き続き利用することとして、そ

れぞれ計 142個（東会社）、計 433個（中会社）及び計 1,269個（西会社）の既設の桝を、切

欠きを設ける方法や側面に孔を開ける方法により高機能舗装用に加工して利用してい

た。

そして、加工の仕様及び施工単価についてみると、次のようになっていた。

仕様については、排水機能の確保という施工の目的が同じであり、現地条件に大きな

違いが見受けられないのに、桝 1個当たりの加工の箇所数及び形状や、施工器具や施工
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方法が回転式切断機を用いた切欠きや溶断機を用いた削孔となっているなど、工事を実

施する事務所（以下「事務所」という。）等ごとに異なっていた。

また、施工単価については、上記の様々な仕様を前提として、かつ、事務所等ごとに

見積りを徴したり、他工種の施工歩掛かりを準用したりなどして積算しているため、桝

1個当たり 4,100円から 15,819円（東会社）、3,253円から 20,130円（中会社）及び 118円

から 13,910円（西会社）とそれぞれ事務所等ごとに異なっていたが、 3会社とも前記交

換の施工単価よりも相当安価となっていた。

このように、排水桝の改良については、改良後の排水機能の確保が同様になされている

のに、交換と加工で施工単価に大きな差異が認められるとともに、加工の仕様及び施工単

価に事務所等ごとの差異が認められた。また、排水桝は、設置環境や排水に対して十分な

耐久性を有するものを設置することとされており、本件各排水桝についても、破損等によ

り排水機能を喪失するなどしない限り交換の必要はなく、加工して利用する方法を標準と

すれば、改良を経済的に実施できると認められた。

したがって、 3会社において、排水桝の改良について、既存の排水桝を加工して利用す

る方法を標準としていないこと、また、加工に関して適切かつ経済的な仕様及びこの仕様

を反映した積算の基準を定めていないことは適切とは認められず、改善の必要があると認

められた。

（注 1） 15工事 東会社が排水桝の改良を実施した 15工事のうち、交換と加工の両方を実施

しているものが 1工事ある。

（注 2） 33工事 西会社が排水桝の改良を実施した 33工事のうち、交換と加工の両方を実施

しているものが 2工事ある。

� 突起型路面標示の設置について

突起型路面標示の設置については、東会社は前記 28工事のうちの 17工事で計 53,953m

（工事費積算額計 3517万余円）、中会社は前記 28工事のうちの 18工事で計 102,394m（同

5957万余円）、西会社は前記 59工事のうちの 27工事で計 188,653m（同 1億 1292万余円）

を、それぞれ実施していた。そして、これらの工事における突起型路面標示についての仕

様及び施工単価は、次のようになっていた。

仕様については、注意喚起機能の確保という施工の目的が同じであり、現地条件に大き

な違いが見受けられないのに、材料メーカーなどへの聞き取り調査の結果や過去の施工実

績等に基づき決定しているため、突起の設置間隔が、東会社では 24�、30�及び 40�、
中会社では 30�、40�及び 50�、西会社では 5�、10�、20�、30�及び 40�となって
いるなど、事務所等ごとに異なっていた。

また、施工単価については、上記の様々な仕様を前提としたり、事務所等ごとに施工業

者等から見積りを徴したりなどして積算しているため、例えば、標示幅 20�で路面標示
と突起を一体的に設置する場合、 1 m当たり 715円から 1,126円（東会社）、518円から

2,412円（中会社）及び 739円から 1,147円（西会社）と 3会社とも事務所等ごとに差異が認

められ、この状況は標示幅 15�の場合も同様となっていた。
したがって、 3会社において、突起型路面標示の設置について、適切かつ経済的な仕様

及びこの仕様を反映した積算の基準を定めていないことは適切とは認められず、改善の必

要があると認められた。
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（低減できた積算額）

本件排水桝の改良（東会社計 633個、中会社計 876個及び西会社計 1,587個）及び突起型路

面標示の設置（東会社計 53,953m、中会社計 102,394m及び西会社計 188,653m）に係る工事費

積算額を、本院の指摘を受けて 3会社等が実施した仕様及び施工歩掛かりなどについての調

査、検討等の結果を踏まえて計算すると、次のとおりとなる。

排水桝の改良については、既存の桝を加工する方法で実施して、また、排水機能が十分に

確保できて、かつ、経済的な、既存の桝に直径 3�の呑口を 2孔設ける方法で加工すること

として工事費を計算すると、東会社で 180万余円、中会社で 255万余円、西会社で 417万余

円となり、東会社で 2178万余円、中会社で 2166万余円、西会社で 1877万余円が低減でき

たと認められた。

また、突起型路面標示の設置については、突起の設置間隔を、注意喚起機能が十分に確保

できて、かつ、経済的となる 40�とすることとして工事費を計算すると、東会社で 2836万

余円、中会社で 5058万余円、西会社で 9771万余円となり、東会社で 680万余円、中会社で

899万余円、西会社で 1520万余円が低減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、 3会社において、高機能舗装工事における排水桝の改

良の方法や加工の方法等についての標準的な仕様及び突起型路面標示の設置についての標準

的な仕様並びにこれらの仕様を反映した積算の基準を定めていなかったことなどによると認

められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、 3会社は、20年 9月に、排水桝の改良及び突起型

路面標示の設置について、適切かつ経済的に実施するよう、これらについての標準的な仕様

及びこの仕様を反映した積算の基準を定めて社内に通知して、同年 10月から適用する処置

を講じた。

（参 考 図 1）

高機能舗装断面図（橋りょう部）
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（参 考 図 2）

排水桝概念図

（参 考 図 3）

突起型路面標示概念図
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（第10 東日本高速道路株式会社）

不 当 事 項

不 正 行 為

（841）職員の不正行為による損害が生じたもの

部 局 等 関東支社水戸管理事務所

不正行為期間 平成 18年 11月～19年 3月

損害金の種類 原子力立地給付金

損 害 額 4,402,008円

本院は、関東支社水戸管理事務所（以下「事務所」という。）における不正行為について、会計

検査院法第 27条の規定に基づく東日本高速道路株式会社代表取締役社長からの報告を受ける

とともに、本社及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなもので

あるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、事務所において、総務担当の職員�橋某が、金銭等の受払、保管等の事務に従事
中、平成 18年 11月から 19年 3月までの間に、事務所に交付された原子力立地給付金

（注）

の郵便

振替払出証書を郵便局に持ち込むなどして現金の払出しを受けて、これを事務所の銀行口座に

振り込まずに、同給付金計 4,402,008円を領得したものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額は、20年 9月末現在で補てんが全くされていない。

（注） 原子力立地給付金 国の電源立地地域対策交付金制度に基づき、原子力発電供用施設の周

辺地域において電力会社から電気の供給を受けている企業等に対して交付されるもの
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第13 日本郵政株式会社

意見を表示し又は処置を要求した事項

パーソナルコンピュータ用ソフトウェアの使用権の購入に係る契約条件等を把握する

ことなどにより、経済的な購入を行える体制の整備を図るよう是正改善の処置を求め

たもの

科 目 経常費用

部 局 等 � 日本郵政株式会社本社

� 株式会社ゆうちょ銀行本社

（�及び�ともに平成 19年 9月 30日以前は「日本郵政公社」）

パーソナルコン
ピュータ用ソフ
トウェアの使用
権の概要

日本郵政公社の業務を承継した日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ

銀行等日本郵政グループ各社が業務上使用するパーソナルコンピュー

タに搭載されるオペレーティングシステム及び応用ソフトウェアの使

用権並びにサーバ用ソフトウェアを利用する権利

承継したソフト
ウェアの使用権
の日本郵政公社
における購入額

� 71億 0274万円（平成 16年度～19年度）

� 2285万円（平成 15年度～19年度）

上記のうち不経
済となった契約
で購入していた
ソフトウェアの
使用権の購入額

� 12億 7255万円（平成 17、18両年度）

� 836万円（平成 19年度）

節減できたソフ
トウェアの使用
権の購入額

� 8175万円（平成 17、18両年度）

購入の必要がな
かったソフト
ウェアの使用権
の購入額

� 836万円（平成 19年度）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

パーソナルコンピュータ用ソフトウェアの使用権の購入について

（平成 20年 9月 29日付け 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 パーソナルコンピュータ用ソフトウェアの使用権の概要

� パーソナルコンピュータ用ソフトウェアの使用権の承継

貴会社は、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）及び日本郵政株式会社法（平成 17年法律

第 98号）に基づき、日本郵政公社（以下「公社」という。）から業務を承継した郵便事業株式

会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行（以下「ゆうちょ銀行」という。）及び株式会

社かんぽ生命保険（以下、これらの 4会社を総称して「グループ会社」という。）の株式の保
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有及び株主としての権利の行使などの業務を行っている。

そして、公社からの業務承継に際して、自ら使用するパーソナルコンピュータ（以下

「PC」という。）に搭載されているマイクロソフトコーポレーション（以下「MS社」という。）

製ソフトウェアの使用権のほか、グループ会社が使用する PCに搭載されているソフト

ウェアの使用権の大部分を公社から承継し、これらを自ら使用し、又は、グループ会社に

使用させている。

また、貴会社は持ち株会社としてグループ会社に対する経営管理を行っており、その中

で貴会社のシステム部門はグループ会社に対して、ソフトウェアの使用権の購入及び管理

についての指導を行っている。

� ＰＣ用ソフトウェアの使用権の購入方法及び価格

MS社製のソフトウェアの使用権には、基本ソフトウェアであるオペレーティングシス

テム（以下「OS」という。）や応用ソフトウェアであるオフィスソフト（以下「Office」とい

う。）等の使用権のほか、サーバ上で稼働しているMS社製のソフトウェアを利用する権

利（Client A�ess License。以下「CAL」という。）がある。

これらの使用権を購入する方法としては、プリインストール
（注 1）

、パッケージ
（注 2）

及びボリュー

ムライセンスがあり、このうちボリュームライセンスは、使用権を大量購入する事業者向

けのものである。そして、ボリュームライセンスには政府機関向けと民間事業者向けがあ

り、このうち政府機関向けで PCの保有台数が 250台以上である組織を対象とした購入方

法としては、ガバメントエンタープライズアグリーメント（Government Enterprise

Agreement。以下「GEA」という。）及びガバメントオープンライセンス（Government Open

License Program。以下「GOLP」という。）がある。これらの契約条件等は表 1のとおりと

なっている。

表 1 GEA及び GOLPの契約条件等

購入方法
契約条件等 GEA GOLP

契約対象となる PC 組織内で使用される特定の PC 組織内で使用される PC

契約期間 3～ 5年
契約更新の場合には、 2年以下の契
約期間による契約も可能

1年又は 2年

追加購入 契約期間中であれば契約当初と同様
の条件で可能

同左

契約期間中に発売された
新バージョンのソフト
ウェアを使用する権利
（SA）

含む
SAの行使期間は契約期間と同じ
で、契約の更新により契約期間が延
長されれば SAの行使期間もその分
延長される

含むものと含まないものがある
含むものは GEAと同様に契約期間
が延長されれば SAの行使期間もそ
の分延長される

購入数量の単位 当初契約は 250台分以上で、追加購
入の場合は 1台分から

契約期間中に概ね 250個以上で、追
加購入の場合は 1個から

購入に係る制限 ソフトウェアごとに契約対象となる
PCすべてに対して使用権を購入し
なければならない

いずれのソフトウェアについても必
要な数量のみを購入可能となってい
る

ボリュームライセンスのうち、GEAの価格には、購入したソフトウェアの新バージョ

ンが表 1の契約期間中に発売された場合、これを使用する権利（Software Assurance。以

下「SA」という。）が含まれている。そして、Officeを同数購入する場合の例でみると、
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GEAは、SAが含まれない GOLPより高価となるが、SAが含まれる GOLPよりは安価に

なる。また、次図のとおり、購入後 PC本体の一般的な使用期間である 3年を超えて 6年

までの間に最新のソフトウェアにバージョンアップして使用する場合、GEA契約を更新

して契約期間を延長し、SAを行使する方が GEA契約により新規に購入するよりも累積

費用で 18％程度安価になる。

（注） ソフトウェアの価格は最も高い割引率が適用された

Office Professional Plus! 2007の参考価格（20年 3月現
在）

図 GEAによる累積購入費用比較

このため、同一のソフトウェアであっても購入方法により使用権の価格及び契約期間内

に使用可能となるバージョンは大きく異なることから、その購入に当たっては、当該年度

に要する費用を比較するだけでなく、ソフトウェアを搭載する PCの更新計画や使用する

ソフトウェアの利用見通しを策定した上で、中長期的に経済性を比較する必要がある。

（注 1） プリインストール PCにあらかじめ搭載されているソフトウェアの使用権を購入す

る方法

（注 2） パッケージ 量販店等で小売されているソフトウェアの使用権を原則として 1本単位

で購入する方法

� ソフトウェアの使用権の再割当て

ソフトウェアの使用権は、一般に、当初搭載していた PCからソフトウェアを削除する

などした上で異なる PCで利用する再割当てができることになっているが、MS社製ソフ

トウェアの使用権のうち、GEAにより販売されたものについては、契約書等において明

示はないものの、平成 13年 10月から 16年 7月までの契約分については契約期間中にし

か再割当てができないことになっていた。ただし、16年 8月以降の契約分については再

割当てができることになっている。

� ソフトウェアの使用権の購入体制

公社においては、本社のコーポレート IT部門（以下「CIT部門」という。）が全社的な情

報システム（以下「システム」という。）の整備計画の策定、構築等を行っていた。一方、本

社の郵便、郵便貯金及び簡易保険の事業部門等並びに地方組織である郵便貯金事務セン

ター、簡易保険事務センター等が自ら利用するシステムについては、事業部門等又は地方

組織が整備計画の策定、構築等を行っていた。そして、これらの部門等はいずれも、購入

するソフトウェアの品目及び購入方法をシステムの構築に係る契約を締結する際に作成し

た仕様書で指定して、購入担当部署が購入することとなっていた。
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なお、本社が購入したソフトウェアの使用権は、公社の民営・分社化（以下「民営化」と

いう。）後、貴会社に承継されて、地方組織が購入したものは、民営化後、地方組織の業務

を引き継いだグループ会社が承継している。

また、民営化後の貴会社及びグループ会社においても、事業部門等が自ら整備計画の策

定、構築等を行うシステムについては、その仕様書で購入するソフトウェアの品目及び購

入方法を指定して、購入担当部署が購入することとなっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

貴会社及びグループ会社は、公社から承継した現行システムの運用を行う間は、今後も承

継したMS社製のソフトウェアを使用するとともに、必要に応じてこれらの使用権を追加

購入するなど引き続き大量に購入することが見込まれる。

また、貴会社及びグループ会社は、民営化により政府機関向けのボリュームライセンスに

よるソフトウェアの使用権が購入できなくなったため、貴会社は、今後は承継した使用権に

係る GEA契約を民間事業者向けのボリュームライセンスに変更して、グループ会社からの

購入要求があった場合、変更契約に基づき一括して購入する見込みである。

そこで、合規性、経済性、有効性等の観点から、貴会社が公社から承継したソフトウェア

の使用権の購入に係る 15契約（購入金額 71億 0274万余円）、ゆうちょ銀行及び株式会社か

んぽ生命保険が公社から承継した使用権の購入に係る 52契約（同 2285万余円）及び 43契約

（同 2324万余円）について、購入方法が適切に選択されているか、過去に購入された使用権

が有効に利用されているかなどに着眼して、貴会社本社、グループ会社本社及び 19地方組

織
（注 3）

を対象として、契約書、仕様書等を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

（注 3） 19地方組織 小樽、仙台、東京、横浜、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、徳島、福

岡各貯金事務センター、東日本、西日本両貯金事務計算センター、仙台、東京、岐

阜、京都、福岡各サービスセンター（平成 19年 9月 30日以前は簡易保険事務セン

ター）、東日本情報管理センター

（検査の結果）

貴会社及びグループ会社が承継したソフトウェアの使用権の購入に係る契約について検査

したところ、次のような事態が見受けられた。

� 貴会社が承継したソフトウェアの使用権の購入に係る契約について

公社の CIT部門は、17年 7月及び 19年 2月に、それぞれ、13年度に運用を開始した

郵政事業庁 LANシステムを更新して本社と地方組織を接続する本社 LANシステムを構

築することなどを目的とした契約（以下、それぞれの契約を「17年度契約」及び「18年度契

約」という。）を株式会社野村総合研究所及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データと締結し

ている。

上記の 2契約においては、経済性を考慮して、本社及び地方組織で使用する PC及びこ

れに搭載するソフトウェアなどを年度ごとに一括して調達しており、PCの調達台数は、

表 2のとおり、更新用に 17年度契約で 2,844台、18年度契約で 5,256台、計 8,100台、増

設用に 17年度契約で 1,291台、18年度契約で 10,320台、計 11,611台となっている。

また、これらの PCに搭載するソフトウェアの使用権の購入額は、17年度契約で 1億

0195万余円、18年度契約で 11億 7059万余円、計 12億 7255万余円となっている。
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表 2 各年度の PC調達台数とソフトウェアの使用権の購入状況

PC調達 ソフトウェアの使用権の購入

用途 年度 台数 年度 種類 方法 契約期間

更新用

17 12,844

18 OS GEA 19.3～22.3

18 Office GEA 19.3～22.3

17 CAL GEA 17.8～20.9
（19.3までに変更）

18 CAL GEA
（SA延長） 19.3～22.3

18 15,256

18 OS GEA 19.3～22.3

18 Office GEA 19.3～22.3

18 CAL GEA 19.3～22.3

小計 18,100

増設用

17 11,291

18 OS GEA 19.3～22.3

17 Office GOLP ―

18 Office GEA 19.3～22.3

17 CAL GEA 17.8～20.9
（19.3までに変更）

18 CAL GEA
（SA延長） 19.3～22.3

18 10,320

18 OS GEA 19.3～22.3

18 Office GEA 19.3～22.3

18 CAL GEA 19.3～22.3

小計 11,611

合計 19,711

ア 更新用 PCに搭載するソフトウェアの使用権について

郵政事業庁 LANシステムに接続するために 13年度に調達した PC8,100台には、14

年 3月に GEA（契約期間 14年 3月～17年 3月）により購入した OS、Office及び CAL

を搭載して使用していた。

これらの PCを更新するために 17年度契約及び 18年度契約で調達した PC8,100台分

のソフトウェアの購入状況は、次のとおりとなっていた。

� OS及び Officeについては、13年度に購入した使用権により取得した最新バー

ジョンのソフトウェアを再割当てすることとし、この作業を再イメージング
（注 4）

により行

うこととして、17年度契約（PCの調達台数 2,844台）では購入しなかった。

しかし、13年度に購入した使用権は前記 1�のとおり契約期間中しか再割当てが

できないものであったため、18年度契約において、更新した PC8,100台に搭載する

OS及び Officeを GEA（契約期間 19年 3月～22年 3月）により新規に購入した。

� CALについては、18年度に発売予定のメールサーバソフトを利用できるようにす

るため、17年度契約において、17年度に更新する 2,844台分を GEA（契約期間 17年

8月～20年 9月）により新規に購入した。そして、18年度契約においては、18年度
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に更新する 5,256台分を GEA（契約期間 19年 3月～22年 3月）により新規に購入する

とともに、17年度契約で購入した 2,844台分については、その契約期間を 22年 3月

まで延長した。

イ 増設用 PCに搭載されるソフトウェアの使用権について

17年度契約で調達した増設用 PC1,291台分の Officeは、GEAにより購入すると、同

契約で調達した更新用 PC2,844台分も含めて購入しなければならないこととなる（表 1

「購入に係る制限」参照）ため、購入費用が節減できる SAが含まれない GOLPにより購

入した。

そして、18年度契約において、上記の 1,291台分及び同契約で調達した増設用 PC

10,320台分、計 11,611台分の Officeを GEA（契約期間 19年 3月～22年 3月）により新

規に購入した。

ウ ア及びイについて

上記のアについては、前記のとおり購入後 3年を超えて 6年までの間に最新のソフト

ウェアにバージョンアップして使用する場合には、GEA契約を更新して契約期間を延

長する方が GEA契約により新規に購入するよりも安価である。また、上記のイについ

ては、Office1,291台分を更新した GEAによる追加購入として当初から GEAにより購

入することが可能である（表 1「追加購入」参照）。これらのことなどから、CIT部門にお

いて、PCの更新計画やソフトウェアの利用見通しを策定した上で中長期的な経済性比

較を適切に行っていれば、17年 3月の時点で 13年度の GEA契約により購入した使用

権を延長した方が経済的となることを把握できたと認められる。

そして、上記のような対応を行っていれば、22年 3月までの GEA契約の更新等に必

要な費用は 5億 2080万余円となり、公社が 17、18両年度に GEA及び GOLPにより新

規に購入した費用（CALに係る SAの延長費用を含む。）計 6億 0256万余円を 8175万余

円節減できたと認められる。

（注 4） 再イメージング 購入したソフトウェア等の設定を組織内での使用環境に合わせた状

態で媒体に記録して、これを用いて複数の PCにコピーを行うこと

� グループ会社が承継したソフトウェアの使用権に係る契約について

東京貯金事務センター（以下「センター」という。）は、公社発足前の 11年度から 13年度

までの間に、所内 LAN端末用の PCで使用するための Office227個をパッケージにより

購入したが、これらの Office227個に係る契約書、ライセンス証書等は、日本郵政公社文

書管理規程（平成 15年郵総総 3011―2）において契約書類の保存期間は 5年とされていたこと

から、19年 3月までに保存期間が経過したなどとして廃棄していた。

このため、センターは、ソフトウェアの使用権の保有を証明することができない状況と

なり、公社本社の指示に基づき、19年 7月に Office227個分の使用権を GOLPにより 836

万余円で再購入していた。

しかし、センターにおいて、ソフトウェアの使用状況を適切に把握して、契約書、ライ

センス証書等を適切に管理していれば、上記 Office227個の使用権を再購入する必要はな

かったと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記�、�のように、ソフトウェアの使用権について、中長期的な購入費用の経済性比較

第
3
章

第
2
節

第
13

日
本
郵
政
株
式
会
社

― 790 ―



を適切に行わないまま、GEA契約の更新をしないで新規に GEAにより購入したり、GOLP

により購入した後に同内容のソフトウェアを改めて GEAにより購入したり、ソフトウェア

の使用権の管理が十分でなかったことにより再購入したりしている事態は適切とは認められ

ず、是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

公社においてこのような事態が生じていたのは、主として次のことなどによると認められ

る。

ア MS社製ソフトウェアの使用権の内容を十分に把握していなかったこと

イ システムの計画の策定、構築等を行う部門において、ソフトウェアの使用権の購入に当

たり、システムに接続された PC及び搭載されたソフトウェアの利用見込期間を明確なも

のとするとともに、購入方法ごとの価格の違いを把握して、中長期的に使用した場合の経

済性を検討する体制が十分でなかったこと

ウ 地方組織において、ソフトウェアの使用権の管理が十分でなかったこと

3 本院が求める是正改善の処置

貴会社は、今後、グループ全体としての購入費用の節減のために、ボリュームライセンス

などの方法によりソフトウェアの使用権を大量に購入することが見込まれている。

ついては、貴会社において、ソフトウェアの使用権の購入について中長期的な経済性を確

保できるよう、次のとおり是正改善の処置を求める。

ア ソフトウェアの使用権に係る契約条件を示す文書等を入手するなどして、この内容を適

時把握し、グループ会社に対してもその内容の周知を図ること

イ システム並びにシステムに接続された PC及びこれに搭載されるソフトウェアの利用見

込期間を含めて策定した利用計画を明確にするとともに、購入方法ごとの価格の違いを把

握して中長期的に使用した場合の経済性の検討を行う体制を整え、グループ会社に対して

も同様の体制を執らせること

ウ グループ会社から必要に応じてソフトウェアの使用権の管理状況を報告させることなど

により、その管理を適切に行わせること
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第14 独立行政法人情報通信研究機構

不 当 事 項

補 助 金

（842）通信・放送新規事業助成事業の実施に当たり、事業の一部が低額で実施されていたた

め、助成対象事業費の精算が過大となっているもの

科 目 一般勘定 （項）助成金

部 局 等 独立行政法人情報通信研究機構本部

助 成 の 根 拠 独立行政法人情報通信研究機構法（平成 11年法律第 162号）

助 成 事 業 者
（事 業 主 体）

イー・アグリ株式会社

助 成 事 業 通信・放送新規事業

助成事業の概要 情報通信分野のベンチャー企業等に対して、通信・放送事業分野にお

ける新規事業の創出を促進するため、事業実施に必要な資金を交付す

るもの

事 業 費 39,226,238円

上記に対する助
成金交付額

19,612,000円（平成 16年度）

不当と認める事
業費

8,071,102円（平成 16年度）

不当と認める助
成金交付額

4,035,000円（平成 16年度）

1 助成事業の概要

� 通信・放送新規事業助成事業の概要

独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）は、特定通信・放送開発事業実施

円滑化法（平成 2年法律第 35号）に基づき、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図

り、我が国の情報化の均衡ある発展に資するために、通信・放送事業分野に属する事業の

うち、新たな役務を提供する事業又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業の

実施について、国の補助金を財源とした通信・放送新規事業助成金（以下「助成金」とい

う。）を交付している。

� 助成事業の概要

機構は、平成 16年度に、農産物流通におけるインターネットを利用した電子商取引シ

ステムを構築する「インターネット顔の見える農産物卸売市場システム」について、イー・

アグリ株式会社（以下「事業主体」という。）から交付申請を受け付けたことから、16年 10

月に助成金 20,000,000円の交付決定を行っている。そして、機構は、17年 3月に事業主

体から助成対象事業費 39,226,238円で実施したとする実績報告書の提出を受けて、その内

容を審査して、同年 4月に、助成金の額の確定を行い、助成金 19,612,000円（助成率 2分

の 1）を事業主体に交付している。
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2 検査の結果

本院は、機構及び事業主体において、本件助成事業について合規性等の観点から、外注費

等は適正に支払われているかなどに着眼して、実績報告書等の書類により会計実地検査を

行った。

検査したところ、事業費の支払において次のように適正とは認められない事態が見受けら

れた。

すなわち、事業主体は、試作開発費として外注費 18,900,000円を要したとしていたが、実

際には、外注費の額を 14,587,400円に減額して支払っていた。

また、事業主体は、コンサルティング経費として法律事務所による法律上の助言等に係る

経費 1,904,762円を要したとしていたが、実際には、同経費を支払っていなかった。

さらに、手続諸経費として特許出願及び商標登録の申請に係る経費 1,978,540円を要した

としていたが、実際には、一部の商標登録の申請のみを行っており、これに要した額は

124,800円であった。

これらのことから、事業主体は、実績報告書に記載の事業費より 8,071,102円低額で本件

事業を実施しており、適正な助成対象事業費を計算すると 31,155,136円となり、前記の助成

対象事業費 39,226,238円との差額 8,071,102円が過大に精算されていて、これに係る助成金

4,035,000円が過大に交付されており不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において助成事業の適正な実施に対する認識

が十分でなかったこと、機構において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによ

ると認められる。
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第15 独立行政法人放射線医学総合研究所

不 当 事 項

役 務

（843）医療用装置の維持管理に係る業務の請負契約に当たり、仕様が適切でなかったため、

契約額が割高となっているもの

科 目 研究業務費

部 局 等 独立行政法人放射線医学総合研究所

契 約 名 重粒子線がん治療装置及びサイクロトロン装置の運転及び維持管理等

業務

契 約 の 概 要 重粒子線がん治療装置等の運転操作、維持、管理等に関する業務を行

うもの

契約の相手方 加速器エンジニアリング株式会社

契 約 平成 19年 4月 随意契約

契 約 額 907,515,000円（平成 19年度）

割高になってい
る契約額

2,603,718円（平成 19年度）

1 契約等の概要

� 重粒子線がん治療装置の概要

独立行政法人放射線医学総合研究所（以下「研究所」という。）は、周辺の正常組織への影

響が少ないなどの特徴を有する重粒子線によるがん治療を行うため、重粒子線がん治療装

置を平成 6年度から運用している。

重粒子線がん治療装置は、治療に使用する炭素等の原子をイオン化する重イオン源、イ

オン化した重粒子を光速近くまで加速する主加速器、がん病巣の部位を確認するための患

者位置決め X線 CT装置（以下「CT装置」という。）等で構成されている。

� 重粒子線がん治療装置等の維持管理等業務に係る請負契約の概要

研究所は、19年度において、CT装置を含む重粒子線がん治療装置等の運転操作、維

持、管理等に関する業務（以下「維持管理等業務」という。）を、随意契約により契約額

907,515,000円で加速器エンジニアリング株式会社に請け負わせている（以下、この請負契

約を「維持管理契約」という。）。

そして、維持管理契約に係る具体的な業務内容や対象機器等は、重粒子線がん治療装置

等の維持等を担う研究所の保守部門が作成した仕様書に定められている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、研究所において、経済性等の観点から、仕様書が各機器の現況等に応じて適切

に定められているかなどに着眼して、維持管理契約を対象に、契約書、仕様書等の書類を

確認するなどにより会計実地検査を行った。
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� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

すなわち、CT装置等の管理を担う研究所の管理部門は、19年 3月に、CT装置が購入

後 10年を経過しているため陳腐化しており、また、今後使用する見込みもないことなど

から、「独立行政法人放射線医学総合研究所固定資産管理要領」（平成 13年 13達第 23号）に

基づき CT装置の除却を申請していた。これを受けて固定資産に関する責任者である財産

管理役は、同月に除却を決定していた。そして、CT装置を設置箇所である施設から直ち

に取り外すことが困難であることから、実際に撤去、処分するまでの間、研究所の施設内

で引き続き保管のみをしている状況となっていた。

したがって、前記のように、維持管理契約に係る仕様書において、既に使用する見込み

のない CT装置を維持管理等業務の対象としていた事態は適切とは認められず、CT装置

を維持管理等業務の対象とせずに維持管理契約に係る契約額を修正計算すると

904,911,282円となり、本件契約額はこれに比べて 2,603,718円が割高となっていて、不当

と認められる。

このような事態が生じていたのは、維持管理契約に係る仕様書の作成に当たり、保守部

門及び管理部門において、維持管理等業務の対象とする機器の現況等に関する連絡調整が

十分でなかったことなどによると認められる。
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第16 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

意見を表示し又は処置を要求した事項

産学官の共同研究を目的とした共同研究施設の運営及び共同研究機器の利用に当た

り、その実態を十分把握するなどして、共同研究の推進を図るよう改善の処置を要求

したもの

部 局 等 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（平成 18年 3月 31日

以前は独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び独立行政

法人食品総合研究所、15年 9月 30日以前は独立行政法人農業技術研

究機構及び独立行政法人食品総合研究所）

設 置 根 拠 法 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成 11年法律第 192

号）

施 設 の 概 要 民間等の研究者と産学官の共同研究を行うために予算措置されて、設

置された 14の施設

上記の共同研究
施設に係る施設
整備費

86億 2307万余円（平成 9、11、12各年度、14、15両事業年度）

共同研究の実績
がないなどの施
設数及びその施
設整備費の合計

5施設

11億 7610万円（平成 11年度、14事業年度）

上記以外の施設
において共同研
究のための利用
状況が全く把握
できない研究機
器数及びその取
得価額の合計

53研究機器

1億 1414万円（平成 11、12両年度、14、15両事業年度）

計 12億 9025万円

【改善の処置を要求したものの全文】

共同研究施設の運営及び共同研究機器の利用の状況について

（平成 20年 10月 20日付け 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 共同研究施設及び共同研究機器の概要

� 共同研究施設等の設置

貴機構は、民間や大学等との間で共同して研究を行うことなどを目的として、貴機構が

所有する研究施設のうち一部の施設を開放型研究施設及び共同利用施設として運営してい

る。このうち開放型研究施設は、当該施設及び当該施設に設置されている研究機器をホー

ムページで広報するなどして、広く一般に開放することにより、貴機構以外の者と共同研

究等を行うものであり、また、共同利用施設は、開放型研究施設のように広報はしないも

のの、特定の研究機関と共同研究契約を締結するなどして施設等を共同利用して研究を行
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うものである。

貴機構が運営するこれら開放型研究施設及び共同利用施設（これらの施設に設置されて

いる研究機器を含む。）の多くは、科学技術基本法（平成 7年法律第 130号）、総合経済対策

（平成 10年 4月経済対策閣僚会議決定）等において、国が、国の試験研究機関、大学、民間等

による共同研究の促進に必要な施策を講ずるものとされていることなどを受けて予算措置

がなされて、設置されたものである。

そして、上記により設置された施設には、産学官の連携による共同研究を行うため、�
貴機構が独立行政法人に移行する平成 13年 4月より前の 9、11、12各年度に、農林水産

省が当時の国立試験研究機関に整備した施設、�貴機構が独立行政法人に移行後の 14、

15両事業年度に、農林水産省から施設整備費補助金の交付を受けて整備した施設がある

（以下、�、�両施設を「共同研究施設」といい、共同研究のために設置された研究機器を
「共同研究機器」という。）。

19事業年度末現在で、貴機構が保有する共同研究施設及び共同研究機器の設置状況

は、次表のとおりであり、14施設の施設整備費の合計は 86億 2307万余円となってい

る。
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表 産学官の共同研究施設及び共同研究機器の設置状況

設置
年度 施設番号及び共同研究施設名 左の施設の主な共

同研究機器
施設整備費
（千円）

共同研究施設の設置箇所
（旧名称）

平成
9 � 食品物理機能実験棟 エックス線解析装

置等 2
229,320

（143,428） 食品総合研究所

11

� 畑作物品質制御共同実験棟 ― 247,989 作物研究所
（旧農業研究センター）

� 流通利用共同実験棟 ガスクロマトグラ
フィー等 16

321,537
（57,145）

北海道農業研究センター
（旧北海道農業試験場）

� 農産物等成分解析開放型研究
施設

飛行時間型質量測
定装置等 9

348,001
（156,697）

近畿中国四国農業研究セン
ター（旧中国農業試験場）

� 傾斜地農業開放型研究施設 ― 140,589 近畿中国四国農業研究セン
ター（旧四国農業試験場）

� 第 2共同実験棟 恒温恒湿装置等 2 39,507
（ ― ）

近畿中国四国農業研究セン
ター（旧四国農業試験場）

� 共同利用研究棟 ― 288,160 九州沖縄農業研究センター
（旧九州農業試験場）

	 小麦品質検定施設 ― 14,490 九州沖縄農業研究センター
（旧九州農業試験場）


 化学機器分析センター 核磁気共鳴装置等
4

1,930,950
（882,746） 食品総合研究所

12 � 複合領域研究センター 超純水製造装置等
3

1,889,989
（6,408） 食品総合研究所

14

� 環境保全型病害虫防除技術開
発共同実験棟

共焦点レーザース
キャン顕微鏡等
13

1,165,843
（154,598） 中央農業総合研究センター

 機能性評価実験棟 炭酸ガスインキュ
ベーター等 4

351,489
（80,253） 東北農業研究センター

15

� バイオマス資源エネルギー産
学官共同開発研究施設

超臨界 BDF製造
装置等 23

354,015
（115,682） 中央農業総合研究センター

� 寒地農業生物機能開発セン
ター

DNAシ ー ケ ン
サー等 51

1,301,188
（119,365） 北海道農業研究センター

合 計 14施設 127機器 8,623,071
（1,716,324）

注� 「施設整備費」は、各共同研究施設設置時の整備費であり、併せて取得した共同研究機器の整備
費を含む。また、施設整備費が改修工事費のみなどのため、共同研究機器の取得がない場合は、

「左の施設の主な共同研究機器」は「―」としている。

注� 「左の施設の主な共同研究機器」は、共同研究機器のうち取得価額が 100万円以上のものであ
り、「施設整備費」の括弧書きは、当該機器の取得価額の計で、内書きである。ただし、�第 2共
同実験棟については、施設本体と一体的に整備されていて、共同研究機器の取得価額が把握でき

ないため、「―」としている。

注� 施設番号�、�、	は共同利用施設であり、残りの施設は開放型研究施設である。
注� 金額は千円未満を切り捨てているため、各項目の数値を合計しても合計欄の数値と一致しな

い。

� 共同研究施設等の利用

貴機構は、保有する施設及び機器の共同利用を促進するための規則（以下「共同利用規

則」という。）を定めており、この中で共同利用を行う施設及び機器は、貴機構の各研究所

（農業研究センターを含む。）の長が定めることとされている。

また、貴機構は、産学官の連携の強化等を目標とする農林水産研究基本計画（平成 17年
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3月農林水産技術会議決定）に基づく中期目標を達成するため、第 2期中期計画（18事業年度

から 22事業年度まで）を策定している。この中期計画においては、開放型研究施設につい

て、その情報を広く公開して利用の促進を図るなどとされている。

そして、貴機構は産学官の連携による共同研究を一層強化することなどのため、19年

10月に、企業への研究成果の紹介、産学の共同研究等に関する意向の把握等の業務を担

う産学官連携本部を設立するなどしている。

� 国立試験研究機関の再編等

貴機構は、国の行政改革の一環として、12の国立試験研究機関が再編、統合されて、

13年 4月に独立行政法人農業技術研究機構として発足したが、その後、15年 10月には、

特別認可法人生物系特定産業技術研究推進機構と統合して、独立行政法人農業・生物系特

定産業技術研究機構となった。さらに、18年 4月には、独立行政法人農業工学研究所、

独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人農業者大学校と統合して、現在の貴機構に

至っている。このため、これらの組織の再編、統合とともに、独立行政法人への移行前及

び移行後に整備された共同研究施設及び共同研究機器の所属も、同様の再編等を経てきて

いる。

2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

貴機構の運営費交付金及び施設整備費補助金は、毎事業年度多額に上っており、また、農

林水産研究基本計画等に基づき策定された第 2期中期計画において、開放型研究施設の利用

の促進を図るなどとしている。そこで、本院は、貴機構において、有効性等の観点から、共

同研究施設や共同研究機器が、組織の再編、統合の下でも目的どおり運営、利用されている

か、利用状況等が著しく低調となっているものはないか、貴機構がこれらの施設の運営状況

や機器の利用状況の把握を適切に行い、それに基づいた施設の運営体制等の見直しを行って

いるかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

本院は、14共同研究施設（施設整備費計 86億 2307万余円）及び施設整備費で取得した共

同研究機器のうち取得価額が 100万円以上の機器（機器の取得のない 4施設を除く 10施設分

計 127機器、計 17億 1632万余円。ただし、複数の共同研究機器が一式として取得されてい

るなど個々の取得価額が把握できないものも含む。）を対象として、これら施設及び機器の利

用状況等に関する資料等を徴するとともに、貴機構の本部等において、独立行政法人に移行

した 13事業年度から 19事業年度までの間における共同研究施設の運営状況や共同研究機器

の利用状況等について会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 共同研究施設の運営状況について

14共同研究施設（開放型研究施設 11、共同利用施設 3）における共同研究の実施状況に

ついてみたところ、次のとおり、 5施設（施設整備費計 11億 7610万余円）については、産

学官の共同研究を促進するという設置目的に沿った運営が十分に行われているとは認めら

れない状況となっていた。
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ア 13事業年度以降、産学官の共同研究の実績がない施設

施設番号�傾斜地農業開放型研究施設 施設整備費 1億 4058万余円

イ 産学との間の共同研究の実績は 19事業年度だけで、大部分が官と官の間だけの実績

となっている施設

施設番号�小麦品質検定施設 施設整備費 1449万円

ウ 第 1期中期計画期間（13事業年度から 17事業年度まで）には、産学官の共同研究の実

績はあるものの、第 2期中期計画が実施に移された 18、19両事業年度には、産学官の

共同研究の実績がない施設

施設番号�農産物等成分解析開放型研究施設 施設整備費 3億 4800万余円

エ 共同研究の実績が年平均で 1件に満たない施設

施設番号�流通利用共同実験棟 施設整備費 3億 2153万余円

施設番号�機能性評価実験棟 施設整備費 3億 5148万余円

＜事例 1＞

東北農業研究センターの機能性評価実験棟は、東北地域農畜産物の生体調節機能に関

する試験等を行う共同研究施設として、平成 14事業年度に設置されている。同実験棟

においては、運営開始後 15事業年度から 19事業年度の 5事業年度の間に産学との共同

研究は、17、18両事業年度の各 1件のみの計 2件しか実施されていなかった。

� 共同研究機器の利用状況について

共同研究機器の取得がある 10施設に係る共同研究機器の利用状況についてみたとこ

ろ、研究所によっては利用状況を全く把握していなかったり、一部の機器しか把握してい

なかったりなどしていて、共同研究機器の利用状況を把握する体制が各研究所で区々と

なっていた。

このため、独立行政法人に移行した 13事業年度以降、共同研究のための利用状況が把

握できるものは、10施設に係る計 127機器のうち 3施設（施設番号�、�、�）に係る計 6

機器（取得価額計 7089万余円）にすぎず、一方、共同研究のための利用状況が全く把握で

きないものは、 8施設（同�、�、	、
、�、�、�、�）に係る計 74機器（取得価額計

1億 5466万余円）に上っていた。

そして、利用状況が全く把握できないものの中には、前記�で取り上げた設置目的に
沿った運営が十分に行われているとは認められない 5施設のうち、共同研究機器が設置さ

れている 3施設（同�、�、�）に係る計 21機器（取得価額計 4052万余円）が含まれている

ほか、前記�で取り上げた 5施設以外の施設のうち、 5施設（同	、
、�、�、�）に係
る計 53機器（取得価額計 1億 1414万余円）が含まれていた。

＜事例 2＞

北海道農業研究センターの寒地農業生物機能開発センターは、寒地農業等の実現に向

けた低温耐性強化研究等を行う共同研究施設として、平成 15事業年度に設置されてい

る。同開発センターにおいては、19事業年度までに 31件の共同研究が実施されている

が、共同研究機器 51機器の利用状況をみると、高額機器等以外は利用状況を把握して

いないため、遺伝子導入装置、顕微鏡等 30機器（取得価額計 5359万余円）については、

全く把握していなかった。

以上のように、共同研究施設の設置目的に沿った運営が十分に行われていないことか
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ら、そこに設置されている共同研究機器についても同様に、産学官の共同研究に供すると

いう設置目的に沿った利用が十分になされているとは認められないものがあるほか、共同

研究の実績がある場合でも、共同研究機器が当該研究に係る共同研究の用に供されたかど

うか把握ができないものが多数見受けられる状況となっていた。

� 共同研究施設の運営体制について

貴機構における共同研究施設の運営体制について更に検査したところ、次のような状況

となっていた。

ア 共同研究に係る業務等の総括を行う貴機構本部においては、共同研究施設を用いた産

学官の共同研究をどのように推進していくかについて、具体的な方針や計画を定めてい

なかった。

イ 貴機構本部において、各研究所の共同研究施設における共同研究や共同研究機器の利

用の実態等を把握しておらず、これらの実態等を踏まえた見直しを行っていなかった。

ウ 貴機構の業務実績評価においては、開放型研究施設についてのみ評価の対象とされて

いて、開放型研究施設とされていない 3共同利用施設については評価の対象となってお

らず、見直しなどの対象となっていなかった。また、開放型研究施設についての評価の

ために提出された数値は、共同研究以外も含めた利用日数に関する数値であり、共同研

究の実態を十分把握できるような数値とはなっていなかった。

エ 施設及び研究機器のうち、共同利用を行うものについては、共同利用規則に基づき各

研究所の長が定めることとなっているものの、開放型研究施設以外の施設や研究機器に

ついては、共同利用に関する定めがなく、また、ホームページ等による周知も行ってい

なかった。

（改善を必要とする事態）

上記のように、民間、大学等と共同して研究を実施して、産学官の連携を推進するために

整備された共同研究施設及び共同研究機器（ 5施設に係る施設整備費及び 53機器に係る取得

価額の合計 12億 9025万余円）について、施設の設置目的に沿った運営、利用が十分に行わ

れていなかったり、機器の利用状況の把握が十分に行われていなかったりしており、また、

研究機関の再編、統合を経てきた貴機構の本部が、そのような状況を十分に把握しておら

ず、適切な対応等を執っていない事態は適切とは認められず、改善の要があると認められ

る。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴機構において、それぞれの共同研究施設の運営を各

研究所の長に任せていることなどから、産学官の連携や研究のために整備された共同研究施

設の適切な運営についての認識が十分でなかったり、組織内の連携が十分とれていなかった

りしていることなどによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

貴機構は、農林水産研究基本計画等に基づき策定した第 2期中期計画において産学官の連

携の強化を図るとともに、19年 10月に産学官連携本部を設立したところである。

ついては、貴機構において、産学官の共同研究を目的とした共同研究施設の運営や共同研

究機器の利用の実態を十分把握するとともに、より効果的、効率的な共同研究の推進が図れ

るよう、次のとおり改善の処置を要求する。
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ア 貴機構本部において、

� 共同研究施設の効果的、効率的な活用を図るための方針や計画の策定を行うこと

� 各研究所の共同研究施設の運営状況や共同研究機器の利用状況を把握する体制を整備

するとともに、共同研究を目的とした共同研究施設の運営、利用状況についても十分な

評価ができるよう改善を図ること

� 開放型研究施設として取り扱っていない共同利用施設についても、外部の者が共同研

究に利用できることを周知すること

イ 各研究所において、研究施設や研究機器の共同利用規程を整備するとともに、研究機器

の利用状況等を把握して、それを踏まえて適切に利用促進を図る体制を整備すること
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第17 独立行政法人農業生物資源研究所

意見を表示し又は処置を要求した事項

農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステムの運用支援業務等の労務費の積算

に当たり、業務の内容に適合した経済的な積算を行うよう是正改善の処置を求めたも

の

科 目 受託経費

部 局 等 独立行政法人農業生物資源研究所

契 約 名 農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステム運用支援業務等 2

件

契 約 の 概 要 統合データベースシステム等の円滑な運用支援を行わせるとともに、

技術の進展に合わせてシステムの機能向上、セキュリティの確保及び

システムの最適化に関する運用支援を行わせるもの

契 約 金 額 3億 0840万余円（平成 18、19両事業年度）

契約の相手方 三菱スペース・ソフトウエア株式会社

契 約 平成 18年 3月、19年 3月 随意契約

SEの労務費の
積算額

2億 5693万余円（平成 18、19両事業年度）

低減できた労務
費の積算額

2093万円（平成 18、19両事業年度）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステム運用支援業務等の労務費の積算につ

いて

（平成 20年 10月 20日付け 独立行政法人農業生物資源研究所理事長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 運用支援業務等の概要

� ゲノム関連のデータベースの概要

貴研究所は、イネ、カイコ、家畜等のゲノム解析研究を進めており、これまでの試験研

究の推進により得られたゲノム配列情報や関連情報を、平成 17事業年度末現在、イネ関

連については 19種類、カイコ関連については 6種類、家畜等関連については 5種類、計

30種類のデータベースとして農林水産生物ゲノム情報解析システム等（以下「従来システ

ム」という。）に保存、管理している。そして、貴研究所は、研究開発の効率的な推進を図

る観点から、幅広い利用者が利用しやすいデータベースを構築するため、農林水産省の委

託事業により、18事業年度から 22事業年度までの 5か年計画で、上記のデータベースに

格納されているゲノム関連情報を有機的に結合して、国内外のユーザーに提供することと

しており、18年 12月には、農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステム（以下「統
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合システム」という。）を導入して、従来システムからの移行を図っている。これまで、ゲ

ノム配列情報や関連情報のうち、イネ関連のデータについては 18事業年度に、カイコ関

連のデータ及び家畜等関連の大部分のデータについては 19事業年度に統合システムへの

移替えが完了している。

� 統合システムの運用支援業務等

貴研究所は、この統合システムに係る運用支援業務等を次のとおり実施している。

� 18事業年度は、従来システムの構築を行った三菱スペース・ソフトウエア株式会社

でなければ従来システムから統合システムへの安全、確実かつ効率的な移行を行うこと

ができないなどとして、随意契約により、農林水産生物ゲノム情報解析システム等保

守・運用管理業務（統合システムへ移行前の従来システムに係る運用・管理業務等を含

む。以下、これに係る契約を「18年度契約」という。）を 1億 8984万円で同社に請け負わ

せている。

� 19事業年度は、競争性の拡大等を図るために一般競争入札を実施したが、三菱ス

ペース・ソフトウエア株式会社のみの入札となり、予定価格の範囲内の入札とならな

かったため、随意契約によることとして、価格交渉を行った結果、農林水産生物ゲノム

情報統合データベースシステム運用支援業務（以下、これに係る契約を「19年度契約」と

いう。）を予定価格の範囲内の 1億 1856万余円で同社に請け負わせている。

これらの業務は、統合システム等の円滑な運用支援を行うとともに、技術の進展に合わ

せたシステムの機能向上、セキュリティの確保及びシステムの最適化に関する運用支援を

行うことを目的とするものであり、その業務の実施は、システムエンジニア（以下「SE」と

いう。）が貴研究所に常駐して行うことを前提としている。このため、18年度契約のうち

従来システムの保守（保守料はメーカーの価格証明書等により積算している。）等を除いた

運用管理業務及び 19年度契約の運用支援業務の予定価格は、そのすべてが SEの労務費

になっている。

� SEの労務費の積算

貴研究所は、18年度契約の予定価格の積算に当たって、統合システムの導入時期であ

り、従来システムとの調整業務や統合システムへの移行業務が必要であったことから、業

務を�18年 4月 1日から 11月 30日までの従来システムに係る運用管理業務、�同年 12

月 1日から 19年 3月 31日までの統合システムに係る運用管理業務、�18年 9月 1日か

ら 19年 1月 31日までの移行支援・廃棄支援等業務の三つに区分していた。また、SEに

ついては、業務を担当する「一般 SE」、これを統括する「上級 SE」、上級 SEや一般 SEを

統括する「特殊 SE」の 3種類に区分していた。そして、貴研究所は、上記の期間ごとに必

要な SEの人数（例えば、�については、特殊 SE 1名、上級 SE 2名、一般 SE 5名）、 1

日当たり所定労働時間、月平均業務日数、月数等から積算工数を算出して、これに SEの

種類ごとの諸経費込み時間単価（以下「時間単価」という。）を乗ずることにより、 1億 4228

万余円と積算していた。

また、貴研究所は、19年度契約の予定価格の積算に当たっては、18年度契約の運用状

況や 19年度契約の入札参加予定者の提案等を踏まえて、上級 SEが 1名、一般 SEが 4名

必要であるとして、18年度契約と同様の方法により、 1億 1464万余円と積算していた。
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2 本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

本院は、貴研究所において、統合システムの運用支援業務に係る契約が今後も引き続き行

われていくことが予定されているなどのため、経済性等の観点から、予定価格の積算が適切

に行われているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

18年度契約及び 19年度契約に係る予定価格の積算額についてみると、18年度契約はその

大半を運用管理業務に係る労務費が占めており、また、19年度契約はそのすべてが運用支

援業務に係る労務費であることから、本院は、これらの業務に係る労務費の積算額（18、19

両事業年度計 2億 5693万余円）を対象として、貴研究所において、仕様書、積算書、積算根

拠資料等を確認する方法により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり、適切とは認められない事態が見受けられた。

貴研究所は、労務費の積算に当たり使用している各 SEの時間単価について、すべての

SEの業務が生命情報科学の高度な専門性を必要とする業務内容となっているため、市販の

積算参考資料に掲載されている高度な専門性を必要としない業務を対象とした時間単価（18

年 3月及び 19年 2月時点の東京地区におけるシステム管理技術者
（注）

1は 5,306円、システム

管理技術者
（注）

2は 4,525円等）を使用することは妥当でないとして、次のとおりとしていた。

すなわち、貴研究所は、18年度契約については 18年 1月時点で、19年度契約については

19年 1月時点で、日本電子計算機株式会社が取りまとめている大手メーカー 6社の技術者

サービス料金のうち、システムの分析、技術支援等を行うエンジニアのランク別料金の 6社

平均の単価を算定することにより、特殊 SEの時間単価を 19,217円、上級 SEの時間単価を

16,000円、一般 SEの時間単価を 12,217円として、運用支援業務等に係る労務費を積算して

いた。

しかし、本件業務に係る仕様書の内容を精査すると、一般 SEが担当する業務（積算工数

は 18年度契約で 9,072時間、19年度契約で 8,064時間）の中には、統合システムの構築に係

る開発支援業務、同システムのソフトウェア運用管理業務等のように、生命情報科学の高度

な専門性を必要とする業務内容のものがある一方、システムの定期点検（日ごと、週ごと及

び月ごと）業務、メール管理業務等のように、高度な専門性を必要としない業務内容のもの

であると本院が確認できたものが、18年度契約で 1,482時間、19年度契約で 1,240時間含ま

れていた。このため、この時間に係る一般 SEの時間単価は、積算参考資料の時間単価を適

用して算定すべきであると認められた。

（注） システム管理技術者 1 ・システム管理技術者 2 「システム管理技術者 1 」は、サーバ

やネットワーク環境の設定を行い、システムの管理を行う技術者のことであり、ま

た、「システム管理技術者 2 」は、クライアント環境やパソコン及びその周辺機器の設

定や操作支援を行う技術者のことである。

（低減できた積算額）

上記のことから、一般 SEの労務費のうち、高度な専門性を必要としない業務に相当する

と考えられるものについては積算参考資料に掲載されている時間単価を使用することとし

て、18年度契約の運用管理業務及び 19年度契約の運用支援業務に係る労務費を修正計算す
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ると、計 2億 3599万余円となり、前記の積算額 2億 5693万余円を 2093万余円低減できた

と認められる。

（是正改善を必要とする事態）

前記のように、統合システムの運用支援業務等に係る労務費の積算に当たり、仕様書の業

務内容を十分に精査することなく積算していることは適切とは認められず、是正改善を図る

要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴研究所において、統合システムの運用支援業務等の

労務費の積算に当たり、仕様書の業務内容に応じた SEの時間単価の適用についての検討が

十分でないことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

貴研究所は、今後も統合システムの運用支援業務に係る契約を締結していくものと見込ま

れる。ついては、貴研究所において、当該業務の労務費の積算に当たっては、仕様書の業務

内容について十分に精査、検討した上で、業務の内容に適合した経済的な積算を行うよう是

正改善の処置を求める。
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第18 独立行政法人造幣局

意見を表示し又は処置を要求した事項

宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地について、利用状況を考慮するなどし

て保有の必要性を検討するとともに、不要な資産の確実な国庫返納に備えるよう改善

の処置を要求したもの

部 局 等 独立行政法人造幣局本局、 2支局

設 置 根 拠 法 独立行政法人造幣局法（平成 14年法律第 40号）

宿舎、庁舎分室
等の概要

独立行政法人造幣局に勤務する役職員に貸与される宿舎及び当該役職

員の出張、宿泊等の用に供される庁舎分室等で、これらが設置されて

いる用地とともに造幣局特別会計から承継したもの

事業用資産とし
て承継した資産
のうち宿舎、庁
舎分室等及びこ
れらに係る用地
の平成 18年 3
月 31日現在の
帳簿価額の全体
額

宿舎、庁舎分室等 46億 2607万円

上記に係る用地 129億 2177万円

計 175億 4784万円（背景金額）

上記のうち利用
状況等が著しく
低い宿舎、庁舎
分室等に係る帳
簿価額

� 宿舎建物 7352万円

� 庁舎分室建物 1億 3034万円

� 分室建物 2359万円

計 2億 2746万円

上記に係る用地
の帳簿価額

� 宿舎用地 6億 1582万円

� 庁舎分室用地 3億 3702万円

� 分室用地 6365万円

計 10億 1650万円

�から�の合計
額

12億 4397万円

【改善の処置を要求したものの全文】

宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地の保有状況について

（平成 20年 10月 31日付け 独立行政法人造幣局理事長あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

記

1 造幣局が保有する資産等の概要

� 事業用資産の概要

貴局は、財務省の特別の機関として造幣局特別会計によって運営されていた機関から、

独立行政法人造幣局法（平成 14年法律第 40号）に基づき、平成 15年 4月、通貨制度の安定

に寄与することなどを目的として、貨幣や勲章等の製造等を行うとともに、貨幣に対する

国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行う独立行政法人に移行して設置され

た。
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貴局は、独立行政法人への移行時に、造幣局特別会計で保有していたすべての資産計

963億 7532万余円を承継しており、このうち、事業用の庁舎、工場、宿舎等の建物が 203

億 8717万円、これらの敷地として用いている土地が 459億 5410万余円となっている。

このうち、宿舎、庁舎分室、集会所及び分室（以下、宿舎以外を「庁舎分室等」という。）

の建物並びにこれらに係る用地についてみると、18年 3月 31日現在で、宿舎建物が 13

か所（延床面積 50,427�、帳簿価額 42億 5628万余円）、これらに係る用地が 15か所（敷地

面積 71,575�、帳簿価額 112億 9529万余円）、また、庁舎分室等建物が 7か所（延床面積

5,127�、帳簿価額 3億 6979万余円）、これらに係る用地が 7か所（敷地面積 14,322�、帳

簿価額 16億 2647万余円）となっており、建物計 20か所（延床面積 55,554�、帳簿価額 46

億 2607万余円）、これらに係る用地計 22か所（敷地面積 85,897�、帳簿価額 129億 2177

万余円）となっている。

� 貴局の役職員数の状況

貴局における役職員数の推移をみると、15年 4月に独立行政法人に移行した時には役

職員数は 1,230人であったが、総員の抑制を図るため、新規の採用を抑制して、貨幣自動

検査装置の実用化、勲章製造工程の機械化等により省力化を行った結果、20年 4月には

1,050人（対 15年度比 14.6％減）にまで減少している。そして、貴局では、17年度末にお

ける 1,112人を基準として、18年度からの 5年間で役職員数を 10％以上削減するよう取

り組むこととしている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、貴局が事業用資産として承継した資産のうち、宿舎、庁舎分室等の建物及びこれ

らに係る用地を対象に、経済性、有効性等の観点から、保有すべき規模の適正性が検討され

ているか、また、有効に活用されているかなどに着眼して、貴局本局及び東京、広島両支局

において、宿舎現況記録等の書類の提出を受けるなどして会計実地検査を行った。

（検査の結果）

前記の宿舎、庁舎分室等の建物の帳簿価額 46億 2607万余円、これらに係る用地の帳簿価

額 129億 2177万余円、計 175億 4784万余円について検査したところ、次のような状況と

なっていた。

� 宿舎用地及び宿舎の利用状況

ア 宿舎用地の利用状況

貴局が保有する宿舎用地は、18年 3月 31日現在、都市計画法（昭和 43年法律第 100

号）に基づいて、第 1種及び第 2種住居地域、第 1種及び第 2種中高層住居専用地域等

に指定されており、当該用地の建物の法定容積率は 200％から 400％となっている。し

かし、これらの宿舎の実際の容積率は 35.3％から 174.9％となっていて、宿舎用地の高

度利用の面から土地の有効な利用が十分に図られていない状況となっていた。

そして、これらの用地の中には、地方公共団体により建築物に対する規制が加わった

り、都市計画上の用途地域の変更により建築物の建設が困難になったりするなどして、

宿舎用地として有効な利用が困難になっている土地が見受けられた。

これらについて事例を示すと、次のとおりである。
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＜事例 1＞

東京支局管内に所在する新座宿舎用地（敷地面積 4,201�、帳簿価額 1億 9342万余

円）は、宿舎を 2棟建設するために昭和 44年に取得したものであるが、45年に当該

土地が市街化調整区域に指定されたため、46年の段階では宿舎 1棟を建設したもの

の、 2棟目の建設ができない状況となっていた。

また、宿舎が老朽化等のため用途廃止されて、これに伴い、宿舎用地として使用され

ていた土地を更地にした後、宿舎用地と異なる用途に使用している、又はする予定の土

地が見受けられた。

これらについて事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 2＞

広島支局管内に所在する観音宿舎用地（敷地面積 14,515�、帳簿価額 10億 1824万

余円）のうち 1番宿舎用地には、昭和 37年 3月に広島支局長の居住用宿舎（木造平屋

建）が建設された。同宿舎には歴代の広島支局長が居住していたが、老朽化したこと

により平成 20年 6月に用途廃止された。

広島支局は、今後、同宿舎を解体してその跡地を、例年 4月に行われている「花の

まわりみち」のための桜樹の養成地として使用する予定にしているが、当該支局の敷

地内には従来から桜樹の養成地が設置されており、桜樹の供給に支障を来すような状

況にはない。

なお、宿舎建物が老朽化等のために用途廃止された後、これらに係る用地が更地にな

るなどして売却されているものは 3件（敷地面積 1,197�、帳簿価額 3億 5461万余円、

売却価額 5億 4380万余円）にとどまっている。これらの土地の売却収入のうち、売却益

については、その 2分の 1相当額が独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）の規定

に基づく中期目標の期間終了後に国庫に納付される見込みであるが、帳簿価額相当額に

ついては、政府出資金を減額して国に納付する規定がない現状では、貴局が資金として

保有している状況である。

イ 宿舎の利用状況

貴局は、昭和 36年度から平成 14年度までの間に宿舎を順次設置しており、貴局全体

では、20年 3月 1日現在、表 1のとおり、計 31棟、設置戸数計 761戸となっている。

このうち、昭和 40年度までに設置されて、設置後、耐用年数 40年を経過しているもの
し じようなわて

は、四条 畷宿舎 3号棟（24戸）等計 8棟（156戸）である。

そして、貴局が保有する宿舎の利用状況をみると、宿舎ごとにばらつきはあるもの

の、貴局全体で平成 15年度には設置戸数計 737戸に対する入居戸数は 582戸（入居率

78.9％）であったが、19年度には設置戸数計 761戸に対する入居戸数は 528戸（入居率

69.3％）となっていて、入居率は低下傾向にある。このうち入居率が 50％を切っている

宿舎は 4宿舎あり、特に北宿舎独身寮（建物の帳簿価額 7352万余円、用地の帳簿価額 6

億 1582万余円）は、15年度と比べて入居戸数が半分以下になっており、利用状況が著

しく低いものとなっている。
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表 1 宿舎の設置状況及び利用状況

宿 舎 名
設置戸数
（戸） 平成 15年度

入居戸数
19年度
入居戸数

15年度
入 居 率

19年度
入 居 率

a b
（本 局）
北宿舎
北宿舎
南宿舎
四条畷宿舎
枚方宿舎

5棟
独身寮
4棟
2棟
2棟

114
40

185
47
32

114
40

185
47
32

戸
78
27

168
21
19

％
68.4
67.5
90.8
44.6
59.3

戸
92
13

154
20
13

％
80.7
32.5
83.2
42.5
40.6

（東京支局）
北宿舎
南宿舎
西巣鴨宿舎
千早宿舎
新座宿舎

1棟
3棟
1棟
独身寮
1棟

16
72
20
20
24

16
72
20
20
24

13
58
16
14
16

81.2
80.5
80.0
70.0
66.6

12
48
15
9

13

75.0
66.6
75.0
45.0
54.1

（広島支局）
五日市宿舎
観音宿舎
西山宿舎

4棟
5棟
男子寮

87
65
15

87
88
16

81
58
13

93.1
89.2
86.6

50
80
9

57.4
90.9
56.2

計 737 761 582 78.9 528 69.3

注� 設置戸数の a欄は平成 16年 3月 1日現在、b欄は 20年 3月 1日現在の数値である。また、入居戸
数及び入居率は当該年度の 3月 1日現在の数値である。

注� 設置戸数計が、平成 15年度 737戸、19年度 761戸と異なっているのは、改修工事によるものであ
る。

19年度末における宿舎の入居状況を、本局、支局別にみると、次のようになってい

る。

貴局本局では、入居率が 80％を超える宿舎もあるが、北宿舎独身寮の 32.5％など入

居率が低い宿舎も見受けられる。そして、比較的規模の大きい北宿舎（設置戸数 114戸）

及び南宿舎（同 185戸）のそれぞれの入居戸数は 92戸及び 154戸、空き戸数は 22戸及び

31戸（空き戸数計 53戸）となっている。一方、比較的規模の小さい四条畷宿舎（設置戸

数 47戸）、枚方宿舎（同 32戸）、北宿舎独身寮（同 40戸）のそれぞれの入居戸数は 20

戸、13戸、13戸（入居戸数計 46戸）となっている。

このように、四条畷宿舎、枚方宿舎及び北宿舎独身寮の入居戸数計 46戸は、北宿舎

と南宿舎の空き戸数計 53戸に入居者を集約できる程度に減少している。

東京支局では、北宿舎及び西巣鴨宿舎の入居率が 75.0％となっているが、千早宿舎

独身寮の 45.0％など入居率が低い宿舎も見受けられる。そして、北宿舎（設置戸数 16

戸）、南宿舎（同 72戸）のそれぞれの入居戸数は 12戸及び 48戸、空き戸数は 4戸及び

24戸（空き戸数計 28戸）となっている。一方、西巣鴨宿舎（設置戸数 20戸）、新座宿舎

（同 24戸）のそれぞれの入居戸数は 15戸及び 13戸（入居戸数計 28戸）となっている。

このように、西巣鴨宿舎、新座宿舎の入居戸数計 28戸は、北宿舎と南宿舎の空き戸

数計 28戸に入居者を集約できる程度に減少している。

広島支局では、観音宿舎の入居率が 90.9％となっているが、その他の宿舎の入居率

はいずれも 6割未満となっている。そして、五日市宿舎の中に所在する男子寮（以下「五

日市宿舎男子寮」という。設置戸数 15戸）及び西山宿舎男子寮（同 16戸）は、新規職員の

採用が抑えられている中で独身者の入居戸数が減少していることなどから、それぞれの

入居戸数は 7戸及び 9戸、空き戸数は 8戸及び 7戸（空き戸数計 15戸）となっている。
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このように、五日市宿舎男子寮の入居戸数 7戸は、西山宿舎男子寮の空き戸数 7戸に

入居者を集約できる程度に減少している。

以上のとおり、宿舎用地については、一部に売却されたものも見受けられたが、大部分

は保有している状況であり、その中には宿舎用地としての有効な利用が困難な状況となっ

ていたり、他の用途に転用されたりしているものも見受けられる。また、宿舎について

は、独立行政法人移行後の人員削減や宿舎の老朽化等により入居戸数が減少しているの

に、集約化を図るなどの具体的な対策が執られていないままとなっている。

� 庁舎分室等の利用状況

貴局が保有する庁舎分室等の利用状況をみると、表 2のとおり、独立行政法人移行後、

利用者数が大幅に減少している施設が多くなっている。

表 2 庁舎分室等の利用状況 （単位：人）

施 設 名
利 用 者 数

（％）平成 15年度 a 16年度 17年度 18年度 19年度 b

本 局
庁舎分室 （宿泊）

（集会）
東京支局
庁舎分室 （宿泊）

（集会）
広島支局
庁舎分室 （宿泊）

（集会）
広島支局
集会所 （集会）

1,507
3,675

953
560

830
815

315

1,421
3,233

1,140
894

754
784

310

1,531
2,120

1,523
723

802
640

253

742
1,143

1,080
497

573
475

250

400
896

540
376

495
357

343

26.5
24.3

56.6
67.1

59.6
43.8

108.8

本 局
白浜分室 （宿泊）

（休憩）
東京支局
伊東分室 （宿泊）

（休憩）
広島支局
宮島分室 （宿泊）

（休憩）

1,463
1

581
13

576
128

1,322
13

604
19

462
90

1,139
11

588
64

275
53

619
0

591
33

296
25

490
0

484
12

356
20

33.4
0

83.3
92.3

61.8
15.6

計
宿 泊
集 会
休 憩

5,910
5,365

142

5,703
5,221

122

5,858
3,736

128

3,901
2,365

58

2,765
1,972

32

46.7
36.7
22.5

b
a

庁舎分室及び集会所は、役職員等の出張、研修、休憩及び集会の用に供するための施設
ぼく

であり、役職員等の出張の際の宿泊、サークル等の集会及び親睦会の開催等に利用されて

いる。このうち庁舎分室の宿泊利用者については、従来、役職員、家族等を対象にして、

宿泊の目的も特段の制限を設けていなかったが、18年 7月より、その範囲を役職員に限

ることとして、また、宿泊の目的も出張や研修等に制限したことから、利用者数が大幅に

減少している。庁舎分室の 19年度の利用者数を 15年度と比較してみると、貴局本局庁舎

分室（建物の帳簿価額 1億 3034万余円、用地の帳簿価額 3億 3702万余円）の宿泊利用者数

が最も大きく減少しており、15年度に比べて 26.5％となっている。

また、分室は白浜分室、伊東分室及び宮島分室の 3か所あるが、これらは、いわゆる保

養所であり、役職員等の福利厚生の一環として、役職員及びその家族の宿泊、休憩等の用

に供することを目的としている。そして、いずれの分室も利用者数が減少しており、特に

白浜分室（建物の帳簿価額 2359万余円、用地の帳簿価額 6365万余円）については、19年

度の宿泊利用者数が 15年度と比べて 33.4％となっている。
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以上のとおり、庁舎分室等については利用者数が大幅に減少しているのに、廃止するな

どの具体的な対策が採られていないままとなっている。

（改善を必要とする事態）

貴局においては、国の特別会計から承継した宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用

地が有効に利用されておらず、今後においても、宿舎の入居率の低下や庁舎分室等の利用者

数の減少が見込まれる状況で、具体的な打開策が示されていない事態は適切とは認められ

ず、改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、次のようなことによると認められる。

� 独立行政法人に移行した後、人員削減等により宿舎の入居率が継続的に低下しているに

もかかわらず、事業を実施していく上で必要な戸数を精査して宿舎の建物及びこれらに係

る用地の廃止・集約化計画を策定するなどの処置が執られてこなかったこと

� ほとんどの庁舎分室等で利用者数が大幅に減少しているにもかかわらず、庁舎分室等の

建物及びこれらに係る用地の廃止・処分計画を策定するなどの処置が執られてこなかった

こと

3 本院が要求する改善の処置

各独立行政法人は、独立行政法人整理合理化計画（平成 19年 12月閣議決定。以下「合理化計

画」という。）に基づき、保有資産を見直して、保有する合理的理由が認められない土地・建

物等の実物資産については、売却や国庫返納を着実に推進して財政貢献を行うこととされて

いる。そして、20年 4月に独立行政法人通則法の一部を改正する法律案が閣議決定されて

国会に提出されて、独立行政法人の保有する資産について政府等による出資に係る資産を含

めて国庫返納等を行える制度の整備が図られようとしている。

一方、貴局は、20年 3月に、上記の合理化計画を踏まえて、独立行政法人通則法の規定

に基づき定められた次期中期目標（目標の期間は 20年 4月から 25年 3月までの 5年間）を達

成するための次期中期計画を策定して、財務大臣の認可を受けている。同中期計画は、組織

の見直しの中で保養所の段階的な廃止、職員宿舎の可能なものからの廃止・集約、庁舎分室

の有効活用及び東京支局庁舎分室の廃止の可能性の検討について定めている。そして、その

取組状況については、財務省評価委員会に説明して評価を受けているとしているが、具体的

な廃止・集約化計画等が示されていない。

したがって、資産の有効活用や合理化計画等の趣旨を早急かつ着実に実現するために、よ

り具体的な打開策を示すよう、次のとおり改善の処置を要求する。

� 老朽化が進んでいたり、入居率が低くなっていたりしている宿舎の建物及びこれらに係

る用地については、具体的な廃止・集約化計画を早急に作成すること

� 宿泊利用者数が大幅に減少しているなど利用状況が著しく低迷している庁舎分室等の建

物及びこれらに係る用地については、具体的な廃止・処分計画を早急に作成すること

� 上記�、�により保有の必要のなくなった用地等の資産、事業規模の縮小や合理化計画
等の実現に伴い不要となる資産等については、既に資産を売却して得た資金と合わせて、

確実に国庫への返納を行えるよう備えること

第
3
章

第
2
節

第
18

独
立
行
政
法
人
造
幣
局

― 812 ―



第 19 独立行政法人国立印刷局

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

インキ用材料の購入契約について、製造会社と直接契約することにより、購入価額の

節減を図るよう改善させたもの

科 目 材料費 原材料

部 局 等 独立行政法人国立印刷局本局

契 約 名 インキ用材料購入契約 6件

契 約 の 概 要 印刷に使用するインキを製造するための粉末状の顔料の購入

契約の相手方 株式会社朝陽会

契 約 平成 19年 5月、 7月、10月 随意契約

契 約 金 額 1億 7235万余円（平成 19年度）

節減できた契約
金額

2892万円（平成 19年度）

1 契約の概要

独立行政法人国立印刷局（以下「印刷局」という。）は、日本銀行券及び郵便切手用インキ等

の原材料である 2号グラビア原色インキ、ワニス、インキ用材料 A、インキ用材料 Bなど

を毎年度購入している。そのうちインキ用材料 A及びインキ用材料 B（以下「インキ用材料」

という。）については、平成 19年度に、計 1億 7235万余円で株式会社朝陽会（以下「朝陽会」

という。）から購入している。

印刷局がこれらの契約で購入したインキ用材料は、印刷に使用するインキを製造するため

の粉末状の顔料であり、印刷局が研究開発した基礎・実用技術を基本に、財団法人印刷局朝

陽会（11年 9月に財団法人印刷朝陽会と名称変更。以下「印刷朝陽会」という。）が、インキ用

材料の製造に最適であると判断した製造会社と共同で昭和 56年に製品化して、その製造会

社に製造委託等していた製品であり、平成 15年 7月に印刷朝陽会から印刷局向けの収益事

業を譲渡された朝陽会が引き続き製造会社に製造委託等している製品である。

本件インキ用材料の調達に当たっては、印刷局制定の独立行政法人国立印刷局会計規則

（平成 19年規則第 10号）及び独立行政法人国立印刷局購買等契約細則（平成 19年細則第 10号）に

定める随意契約ができる場合（偽造防止技術の根幹に関する事項又は印刷局の事業運営上の

行為を秘密にする必要がある場合）に該当するとして、従来、印刷局が印刷朝陽会から購入

していたが、上記の朝陽会への事業譲渡の後、朝陽会と随意契約を締結して購入しているも

のである。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、上記の契約について、合規性、経済性等の観点から、製造会社と直接契約するこ

とができないか、購入価額は経済的なものとなっているかなどに着眼して、印刷局本局及び

滝野川、小田原両工場において、契約書、予定価格調書等の書類により会計実地検査を行っ

た。
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（検査の結果）

検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。

インキ用材料については、前記のとおり、印刷局が研究開発した基礎・実用技術を基本

に、印刷朝陽会が製造に最適と判断した製造会社を選定して、共同で製品として開発して、

朝陽会が製造会社と機密保持規定を取り交わして、製造委託するなどして製品の納品を受け

て、印刷局に納入している。

そして、印刷局は、印刷朝陽会がインキ用材料の製品化に関わった経緯があること、ま

た、製造会社において朝陽会を取次店とする取扱いをしていることなどから、インキ用材料

の購入について、長期間にわたり朝陽会と契約を行ってきた。

しかし、印刷局が朝陽会から購入しているインキ用材料は、前記のとおり、朝陽会がその

製造を製造会社に委託することなどにより朝陽会とは別の会社が製造を行うなどしている状

況であることから、印刷局が製造会社に直接発注するなどの方法により、契約の透明性、経

済性等を高めることが必要であると認められた。

また、インキ用材料について、朝陽会と製造会社との契約金額を調査したところ、19年

度、朝陽会は、印刷局との間のインキ用材料の契約の金額より、計 2892万余円低い価額で

製造会社と契約を締結して製造委託するなどして、印刷局に納入していた。これら差額につ

いては、朝陽会がトラブル対応・技術指導等の業務を行っていたことの対価であるとしてい

るが、朝陽会が行っていた業務については、印刷局が本来自ら行うべき業務であったと認め

られた。

そして、印刷局がインキ用材料を製造している製造会社に直接発注して、現在朝陽会が製

造会社と取り交わしている機密保持規定と同様の規定を製造会社と取り交わすなどして自ら

関与することにより、偽造防止技術等のより適切な管理が可能となるものと認められた。

このように、当該契約について、製造会社との直接契約を検討することなく、長期間にわ

たって朝陽会との契約を継続して、割高な契約を締結している事態は適切とは認められず、

改善の必要があると認められた。

（節減できた契約金額）

印刷局において、19年度のインキ用材料の購入契約については、製造会社と直接契約す

れば、契約金額を 2892万余円節減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、印刷局において、朝陽会との契約が長期にわたり引き

継がれていた経緯があったことから、長期間契約の見直しを行うことなく朝陽会との契約を

継続していたことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、印刷局はインキ用材料の購入に当たって、20年 4

月から製造会社と直接契約することとする改善の処置を講じた。
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平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

官報号外等製造加工請負契約について

（平成 18年度決算検査報告 570ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

（検査結果の概要）

独立行政法人国立印刷局（以下「印刷局」という。）は、虎の門工場において、官報、国会会

議録、予算・決算書等の製造を行っており、印刷局は、製造業務量が集中して印刷局職員の

みでは対応できない場合に、入力・編集から校正・版下作成までの作業を製造加工請負契約

として業者に外注している。そして、平成 17、18両年度に、株式会社朝陽会（以下「朝陽会」

という。）と官報号外等製造加工請負契約各 6件、計 12件の契約を随意契約により締結して

いる。

そこで、合規性、経済性等の観点から、上記の製造加工請負契約 12件について、競争契

約を導入することはできないか、積算が業務実態を適切に反映したものとなっているかに着

眼して検査したところ、印刷局は、前記の製造加工請負契約について、 2年 4月以降は財団

法人印刷局朝陽会と、15年 7月以降は朝陽会と随意契約を締結していた。しかし、業務内

容をみると、官報号外等の製造作業は、熟達した印刷業者であれば朝陽会でなくても特段の

支障なく行えると認められた。そして、製造加工請負契約に係る朝陽会の業務実態をみる

と、朝陽会は、作業場所として印刷局虎の門工場の構内所定の作業場所を無償で貸与されて

いて、光熱水費等の製造経費相当分は無償で提供されていた。

また、18年度の印刷局の積算をみると、総製造実績面数を校正する作業のみでも 41人が

必要であったこととしているが、製造加工請負契約に係る人員数は実際は 35人で業務が処

理されている状況であり、積算方法が業務の実態とか
�

い
�

離して過大な積算となっていた。

このような事態が生じているのは、朝陽会との随意契約が長期にわたり引き継がれていた

ことから、見直しを行って契約に競争性を導入する意識に欠けていたこと、製造加工請負契

約作業は、印刷局工場内で作業が行われていて所要経費のほとんどは労務費であるのに、こ

うした実態を考慮することなく物価資料の単価料金をそのまま適用したり、朝陽会から聞き

取りを行った作業内容を十分検証することなく校正時間等を決定したりしていて、業務の実

態とか
�

い
�

離した積算を行っていたことなどによると認められた。

（検査結果により求めた是正改善の処置）

印刷局において、契約事務の公正性及び透明性を確保して、これにより競争の利益を享受

するとともに、実態を反映した適切な積算を行って経済性を確保することができるよう、次

のとおり、印刷局の理事長に対して 19年 10月に、会計検査院法第 34条の規定により是正

改善の処置を求めた。

ア 契約に当たっては、今後の契約方式については随意契約を見直して、競争性のある方式

に移行すること

イ 予定価格の積算に当たっては、印刷局工場内で作業が行われていて、材料費、機械設備

費、光熱水費等の製造経費相当分を印刷局が負担していたり、積算における校正時間等の

条件が実績とか
�

い
�

離したりしているなどの業務の実態を十分に踏まえて所要経費を適切に

算出して、1面当たりの契約単価に反映させること
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2 当局が講じた処置

本院は、印刷局において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、印刷局は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 官報号外等製造加工請負契約の契約方式については、随意契約を見直して、一般競争を

導入して競争性のある契約方式に移行した。また、適切な契約を締結するよう、印刷局内

各機関の会計担当者に周知して、適切な契約手続の促進を図った。

イ 業務の実態を反映した適切な積算による経済性確保のために、19年度のすべての官報

号外等製造加工請負契約について、製造経費相当分を控除するなど 1面当たりの契約単価

の見直しを行い、19年 11月 30日に朝陽会と変更契約を締結した。また、20年度におい

て、製造加工請負契約の積算に当たり、賃金センサスに基づく労務単価を採用するなど積

算方法を変更するとともに、業務の実態を反映した適切な積算方法に変更した。
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第20 独立行政法人農畜産業振興機構

不 当 事 項

補 助 金

（844）国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量に販売の事実がない稲わら

等の数量を含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの

科 目 （畜産勘定）（項）畜産振興事業費

部 局 等 独立行政法人農畜産業振興機構本部

補 助 の 根 拠 独立行政法人農畜産業振興機構法（平成 14年法律第 126号）

補 助 事 業 者 全国農業協同組合連合会

間接補助事業者
（事 業 主 体）

高岳粗飼料生産組合

補 助 事 業 国産稲わら等確保促進

補助事業の概要 粗飼料生産組合に対して、飼料用稲わら等の生産、収集及び調製を行

い、畜産農家等に供給するのに要する経費について補助するもの

事 業 費 12,348,000円（平成 16年度）

上記に対する機
構の補助金交付
額

12,348,000円

不当と認める事
業費

7,548,000円（平成 16年度）

不当と認める機
構の補助金交付
額

7,548,000円（平成 16年度）

1 補助事業の概要

この補助事業は、国産粗飼料増産緊急対策事業実施要綱（平成 15年 15農畜機第 48号）等に

基づき、熊本県の阿蘇農業協同組合（以下「阿蘇農協」という。）管内の高岳粗飼料生産組合が

飼料用稲わら、乾草等（以下「稲わら等」という。）の生産、収集及び調製を行い、畜産農家等

に供給するのに要した経費について、全国農業協同組合連合会（以下「全農」という。）が補助

する場合に、独立行政法人農畜産業振興機構がこの補助に要する経費を補助するものであ

る。

同生産組合は、平成 16年度に、畜産農家等に稲わら等を 411,600�供給したとする実績報

告書を阿蘇農協及び熊本県経済農業協同組合連合会（以下「経済連」という。）を通じて全農に

提出して、これにより全農から補助金 12,348,000円の交付を受けていた。（国産稲わら等確

保促進事業の概要については、前掲 430ページの「国産稲わら等確保促進事業の実施に当た

り、補助対象数量を実績数量ではなく計画数量で算定するなどしていたため、補助金が過大

に交付されているもの」参照）

2 検査の結果

本院は、全農及び高岳粗飼料生産組合において、合規性等の観点から、補助金額は実施要
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綱等に基づき適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件

補助事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり、適切とは認め

られない事態が見受けられた。

すなわち、同生産組合は、補助対象数量に畜産農家等への販売の事実がない稲わら等の数

量を含めるなどしていた。このため、補助対象となる実際の稲わら等の供給量は 160,000�
であり、251,600�が過大となっていた。
このような事態が生じていたのは、同生産組合において、補助事業の適正な実施に対する

認識が十分でなかったこと、阿蘇農協及び経済連において、本件補助事業に対する審査及び

確認が十分でなかったこと、全農において、本件補助事業の審査及び確認並びに同生産組

合、阿蘇農協及び経済連に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、補助対象数量である稲わら等の供給量 160,000�に係る適正な補助金交付額
は 4,800,000円となり、前記の補助金交付額 12,348,000円との差額 7,548,000円（独立行政法

人農畜産業振興機構の補助金相当額同額）が過大に交付されていて、不当と認められる。
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第21 独立行政法人国際協力機構

意見を表示し又は処置を要求した事項

政府開発援助の実施に当たり、外務省及び独立行政法人国際協力機構において、援助の

効果が十分発現するよう意見を表示したもの

【意見を表示したものの全文】

政府開発援助の効果の発現について

（平成 20年 10月 31日付け 外 務 大 臣
独立行政法人国際協力機構理事長あて）

（142ページの外務省の項に掲記）

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

派遣システムの開発に当たり、基本設計書の内容を十分に確認することなどにより、

追加的な費用や新たな開発費用の発生を抑えるよう改善させたもの

科 目 業務経費 （項）人材養成確保関係費

（項）事業附帯関係費

部 局 等 独立行政法人国際協力機構本部

派遣システムの
概要

専門家及び調査団の派遣手続を処理するための情報システム

派遣システムの
開発等に係る契
約件数及び金額

27件 13億 1445万余円（平成 15年度～19年度）

上記のうち改修
するための契約
件数及び金額

5件 3億 5260万余円（平成 18、19両年度）

仕様を満たして
いなかった項目
数及びこれに係
る改修のための
契約金額相当額

7項目 5924万円

新たな機能を追
加した項目数及
びこれに係る改
修のための契約
金額相当額

11項目 3850万円
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1 派遣システムの改修の概要

独立行政法人国際協力機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人国際協力機構法（平成 14

年法律第 136号）に基づき、技術協力の実施に必要な業務として開発途上国に専門家や各種の

調査団を多数派遣しており、一連の派遣手続を効率的に処理するためのシステム（以下「派遣

システム」という。）を開発して運用している。

機構は、平成 15年度から 19年度までの間に、派遣システムに係る契約 27件を契約金額

計 13億 1445万余円で富士通株式会社等 3社から成る共同企業体（以下「共同企業体」とい

う。）等 3者と締結している。

そして、機構は、派遣システムのテスト結果、派遣システムの利用者（以下「利用者」とい

う。）からの要望等に対応するために、18、19両年度に、早急に行う必要があると判断した

48項目を改修するための契約 5件を契約金額計 3億 5260万余円で富士通株式会社等と締結

している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

システム開発において、仕様が確定した後にこれを変更する場合は、通常、システム発注

者は、プログラムの改修に伴う追加的な費用負担が必要になり、その額は開発の段階が進ん

でいるほど多額になるとされている。このような改修をすべてなくすことは困難とされてい

るが、システム発注者は、それらを極力少なくするよう努力する必要がある。

本院は、経済性、効率性、有効性等の観点から、48項目の改修はどのような理由で行わ

れたのか、機構は必要な仕様が基本設計書に記載されていることを確認しているか、新たに

機能を追加するために改修したものはその必要性等の検討が十分行われているかなどに着眼

して、機構本部において、48項目の改修に係る契約書、仕様書、基本設計書等により会計

実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり、48項目のうち 7項目は機構が承認した基本設計書が機構

の求める仕様を満たしていなかったために改修しなければならなくなったものであり、11

項目は利用者からの要望に対する改修の必要性や費用対効果の検討が必ずしも十分でないま

ま当初の仕様になかった機能を追加したものであった。

ア 基本設計書が機構の求める仕様を満たしていなかったもの

7項目 契約金額相当額計 5924万余円

機構は、利用者によるテストを実施したところ、機構の求める仕様を満たしていないこ

とが判明したことなどから、7項目の改修を行っていた。

＜事例 1＞

機構は、派遣中の専門家に国内俸
（注）

等の給付を行っている。専門家のうち短期専門家は

派遣期間が 1年未満であり、所得税法（昭和 40年法律第 33号）上「居住者」とされることか

ら、国内俸は所得税が源泉徴収されることとなっている。そのため、機構は、派遣期間

の各月の国内俸を各月に給付する仕様書にしていた。

しかし、共同企業体が、派遣最終月の国内俸の給付については、派遣最終月の前月に

行うよう基本設計書を作成していたのに、機構はこれをそのまま承認していた。
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このため、機構は、平成 19年 1月に、仕様書どおりに改修するための契約（契約金額

相当額 238万余円）を締結していた。

（注） 国内俸 会社等の所属先がない専門家又は所属先から給与等を受け取っていない専門

家に対して国内で支給される俸給

＜事例 2＞

機構は、専門家の候補者の推薦を回答期限を定めて関係省庁等に依頼しているが、期

限までに回答がない場合は利用者に注意を喚起するために、「！」印を派遣システムのモ

ニター画面上に表示する仕様にしていた。この際、機構は期限経過後に関係省庁等から

回答があり、回答の受領日等の必要事項を入力すれば、「！」印が自動的に消去されるよ

うに共同企業体が基本設計書を作成するものと考えていた。

しかし、共同企業体はそのような指示はなかったとして、「！」印が自動的に消去され

るようにしていなかった。

このため、機構は、平成 18年 9月に、「！」印が自動的に消去されるように改修する

ための契約（契約金額相当額 572万余円）を締結していた。

なお、上記の点に関して、機構と共同企業体の間の折衝の記録は残されていない。

イ 利用者からの要望に対する検討が必ずしも十分でなかったもの

11項目 契約金額相当額計 3850万余円

これら 11項目の改修は、利用者から出された要望に応じて新たな機能を追加したもの

などである。しかし、機構は、使い勝手を向上させるためとはいえ、その必要性や費用対

効果の検討が必ずしも十分でないまま開発費用を負担していた。

＜事例 3＞

機構は、派遣システムのモニター画面上に表示される専門家に関する情報のうち、専

門家の氏名、派遣国、派遣期間等一部の情報を一画面に表示する仕様を承認して、この

仕様に基づき派遣システムの開発を進めて、運用を開始した。

しかし、システムの運用開始後に、利用者から当初別の画面に表示されていた派遣地

の健康管理区分、共済会入会の有無、国内の銀行口座の名義等の情報も一画面に表示さ

れた方が情報の確認・訂正に便利である旨の意見が出された。これを契機に、機構は、

改修の必要性やその費用が効果に見合ったものかの検討が必ずしも十分でないまま、平

成 19年 1月に、業務に特段の支障が生じてはいなかったのに、主要な情報を一画面に

表示できるように改修するための契約（契約金額相当額 691万余円）を締結していた。

このように、派遣システムの開発に当たり、改修に伴う機構の追加的な費用や新たな開発

費用が多額に上っている事態は、派遣システムの開発予算の経済的、効率的な執行という点

から適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、機構において、必要な仕様が基本設計書に記載されて

いるか十分確認を行っていなかったこと、利用者からの要望に対する改修の必要性や費用対

効果に係る検討が必ずしも十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、機構は、追加的な費用や新たな開発費用の発生を抑

えるために、次のような処置を講じた。
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ア 20年 9月から、基本設計書の策定段階でテスト仕様書を作成して、基本設計書が確実

に仕様を満たしているか確認することにした。

イ 20年 9月に、情報システムの開発や運用管理をする際に遵守すべき事項を定めた独立

行政法人国際協力機構情報システム管理規程（平成 20年規程（情）第 25号）を制定して、同年

10月以降のシステム開発等に当たっては、情報化統括責任者（CIO）を長とする情報シス

テム委員会でその必要性や費用対効果を審議することとした。

ウ 20年 9月に、情報システムの開発等において注意すべき事項をとりまとめて、開発担

当者に周知するとともに、開発に係る会議等の記録を作成して活用するよう関係者に対し

て指示した。
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第22 独立行政法人国際交流基金

不 当 事 項

そ の 他

（845）日米センター助成事業における助成金の額の確定に当たり、助成対象額の審査が適切

でなかったため、助成金の交付が不当と認められるもの

科 目 （項）運用益等事業費

部 局 等 独立行政法人国際交流基金本部

助 成 の 根 拠 独立行政法人国際交流基金法（平成 14年法律第 137号）

助 成 対 象 者
（事 業 主 体）

社団法人日米平和・文化交流協会

助 成 事 業 日米センター助成事業

助成事業の概要 平成 19年度に、世界が共通して直面している重要な課題解決に向け

た日米共同研究の支援等を行うもの

助成対象事業費 10,398,910円

上記に対する助
成金交付額

4,000,000円

不当と認める助
成金交付額

4,000,000円

1 助成事業の概要

独立行政法人国際交流基金（以下「基金」という。）は、独立行政法人国際交流基金法（平成 14

年法律第 137号）等に基づき、国際文化交流を目的とする事業の一環として日米センター助成

事業を実施している。この事業は、世界が共通して直面している重要な課題解決に向けた日

米共同研究の支援等を目的とした事業である。そして、基金は、平成 19年度に、社団法人

日米平和・文化交流協会（以下「協会」という。）が実施した日米間の有識者の交流事業に対し

て、その事業費の一部として参加者 12名分の航空運賃及び同行通訳の通訳料計 10,398,910

円を助成対象額として、4,000,000円の助成金を交付している。

基金は、助成金の交付に当たっては、独立行政法人国際交流基金助成金交付要綱（平成 15

年度規程第 17号）等に基づき行うこととしている。そして、基金は、助成対象者に対して、

助成金の額の確定時に最終報告書とともに領収書等の写しを基金に提出しなければならない

こと、領収書等の原本を基金の求めに応じて提示できるよう 5年間保存しなければならない

ことなどの交付条件を付している。また、基金は、助成金の最終報告書により、助成対象事

業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査して、適

合すると認めたときは助成金の額を確定することとしている。

そして、基金は、前記の事業について、協会から 20年 3月に最終報告書等を受理して、

これに基づき、交付決定の内容やこれに付した条件に適合すると認められたとして、助成金

交付額の全額（4,000,000円）を確定していた。

第
3
章

第
2
節

第
22

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金

― 823 ―



2 検査の結果

本院は、基金本部において、協会に対して 19年度に交付した助成金 4,000,000円につい

て、合規性等の観点から、当該助成金の額の確定が適切に行われていたかなどに着眼して、

助成金の最終報告書を精査するなどして会計実地検査を行った。

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

すなわち、基金が助成金の額を確定する根拠とした前記の最終報告書等は再提出されたも

のであり、基金は、それより以前に協会から 9名の参加者名が記載されるなどした最終報告

書及びこれに係る航空運賃の領収書の写しなどを受理していた。そして、この領収書の写し

と前記の額の確定の際に提出された最終報告書に添付されていた領収書の写しは、同じ日付

であるのに記載された金額、参加者数等が異なるものであった。

このように、助成金の対象となる同事業への参加者について、領収書の写しでは十分確認

できなかったのに、基金は協会に対して領収書の原本の提示を求めるなどその真偽を確かめ

ずに、参加者を 12名として助成金の額を確定していた。

基金は、前記のとおり、助成金の額の確定の際に、助成対象者に領収書等を提示させるこ

とができるのに、上記の領収書の原本により事実を確認することなく当該助成金の額の確定

を行っていたのは、その審査が適切でなく、これに係る助成金 4,000,000円の交付は不当と

認められる。

このような事態が生じていたのは、基金が、助成対象事業が完了したときに提出を受けた

書類の審査等を十分に行わなかったことによると認められる。
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第23 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

不 当 事 項

補 助 金

（846）地域新エネルギー導入促進事業で設置した発電施設が、ごみ処理施設から発電に適し

た燃料ガスが供給されないため稼働することができず、補助の目的を達していないも

の

科 目 （新エネルギー勘定） 電源多様化業務経理

（項）その他の石油代替エネルギー開発等事業費

部 局 等 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（平成 15年 9月

30日以前は新エネルギー・産業技術総合開発機構）本部

補 助 の 根 拠 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和 55年法

律第 71号）

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

鹿児島県日置郡市来町（平成 17年 10月 11日以降はいちき串木野市）

補 助 事 業 地域新エネルギー導入促進事業（平成 14、15両年度）

補助事業の概要 未利用資源（一般ごみと肉骨粉）を処理することにより発生したガスを

主燃料として発電する施設を整備するもの

事 業 費 152,250,000円（平成 14、15両年度）

補助対象事業費 109,511,850円（平成 14、15両年度）

上記に対する機
構の補助金交付
額

54,755,925円

不当と認める補
助対象事業費

109,511,850円（平成 14、15両年度）

不当と認める機
構の補助金交付
額

54,755,925円（平成 14、15両年度）

1 補助事業の概要

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（平成 15年 9月 30日以前は新エネル

ギー・産業技術総合開発機構。以下「機構」という。）は、石油代替エネルギーの開発及び導入

の促進に関する法律（昭和 55年法律第 71号）、地域新エネルギー導入促進対策費補助金交付規

程（平成 10年度規程第 17号。以下「交付規程」という。）等に基づき、国の補助金を財源とし

て、地域新エネルギー導入促進対策費補助金を交付している。

この補助金は、地域における新エネルギー導入の促進のための計画を策定した地方公共団

体に対して、その計画に係る新エネルギー導入事業（以下「導入事業」という。）の実施に必要

な経費の 2分の 1以内の額を補助するものである。

機構は、鹿児島県日置郡市来町（17年 10月 11日以降はいちき串木野市）が 14、15両年度

に実施した導入事業に対して、それぞれ 15年 3月 26日及び 16年 3月 26日に同町から実績
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報告書の提出を受けて、補助金 54,755,925円（補助対象事業費 109,511,850円）を交付してい

る。

この導入事業は、町内で発生する一般ごみと肉骨粉を混合して処理することにより燃料ガ

スを発生させるためのごみ処理施設及び発生した燃料ガスを主燃料、軽油等を補助燃料とし

て発電するための発電施設（発電機 6基、最大 900kW）を設置するものであり、本件補助事

業は、これらの施設のうち、発電した電力を商用電源として売電事業に供する分（発電機 4

基、最大 600kW）の発電施設の設置に必要な経費を補助するものである。

なお、同町は、環境省から、上記のごみ処理施設及び発電した電力をごみ処理施設の自家

消費に充てる分の発電施設の導入事業を対象として、廃棄物処理施設整備費国庫補助金の交

付を受けている（同省の国庫補助金に係る指摘事項については、前掲 691ページの「廃棄物処

理施設整備事業の実施に当たり、仕様書で定めた設備能力についての確認が十分でないまま

施設の引渡しを受けたなどのため施設が所期の機能を発揮できず、補助の目的を達していな

いもの」参照）。

そして、同町は、発電施設の建設工事等の契約を締結するに当たり、発注仕様書におい

て、流量、組成等の条件を満たした燃料ガスを主燃料として発電を行う場合の発電出力等を

定めていた。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性、有効性等の観点から、事業が交付規程等に基づき適切に実施されてい

るか、発電施設は計画どおりに稼働しているかなどに着眼して、機構本部及びいちき串木

野市において、現地の状況を確認するとともに、実績報告書等の書類により会計実地検査

を行った。

� 検査の結果

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

市来町は、16年 2月に軽油のみを用いて本件発電施設の完成検査を行っていたもの

の、本件補助金に係る実績報告書を機構に提出した同年 3月 26日の時点では、ごみ処理

施設は未完成であり、同町は、発注仕様書に定められた燃料ガスの流量、組成等の条件等

を満たしているかを確認できていなかった。

そして、同町は、上記のとおり発注仕様書に定められた条件等の確認ができていないの

に、仕様書のとおり施工されているとする検査調書を添付して、機構に実績報告書を提出

していた。

その後、同年 3月 29日に完成したとするごみ処理施設から実際に供給される燃料ガス

は、発電を行うために十分な量ではなかったり、発電機を損傷させるおそれのある腐食成

分を含んでいたりしたため、発電施設をほとんど稼働させることができなかった。

このような状況において、いちき串木野市は、本件ごみ処理施設及び発電施設の改善に

向けた取組を行うとしていたものの、改良工事の費用が多額に上り、確実な効果も見込め

ないこと、基本設計業者等の協力が得られないことなどから、改良工事等を行っておら

ず、全く改善のめどが立たないため、20年 10月現在、本件発電施設は依然として稼働し

ていないままとなっていた。

したがって、本件補助事業で整備した発電施設は、一般ごみと肉骨粉を混合して処理す
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ることにより発生した燃料ガスを主燃料として発電するという補助の目的を達しておら

ず、これに係る補助金 54,755,925円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 市来町が、事実と異なる内容の検査調書を添付して実績報告書を機構に提出したり、

長期にわたり本件施設の改善を図れていなかったりするなど、本件補助事業の適正な実

施に対する認識を欠いていたこと

イ 機構が、実績報告書の審査及び確認並びに同町に対する本件補助事業の適正な実施に

ついての指導を十分行っていなかったこと
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第24 独立行政法人科学技術振興機構

不 当 事 項

予算経理・役務

（847）戦略的創造研究推進事業（発展研究）における研究費及び委託研究費の経理が不当と認

められるもの

科 目 一般勘定 （項）新技術創出研究関係経費（平成 15年 9月 30日以前は

基礎的研究推進費）

部 局 等 独立行政法人科学技術振興機構（平成 15年 9月 30日以前は科学技術

振興事業団）

事 業 名 戦略的創造研究推進事業（発展研究）

事 業 の 概 要 優れた研究成果が期待されて、かつ発展の見込まれる研究を継続する

もの

〈予算経理（研究
費の経理）〉

研 究 費 の 額 19,012,546円（平成 14年度～17年度）

不当と認める研
究費

4,420,614円（平成 14年度～17年度）

〈役務（委託研究
費の経理）〉

委 託 先 獨協医科大学

委託研究費の額 847,000円（平成 15、17両年度）

不当と認める委
託研究費

239,707円（平成 15、17両年度）

不当と認める研
究費及び委託研
究費の合計額

4,660,321円

1 事業の概要

� 戦略的創造研究推進事業（発展研究）の概要

独立行政法人科学技術振興機構（平成 15年 9月 30日以前は科学技術振興事業団。以下

「機構」という。）は、国から交付された運営費交付金等を原資として、戦略的重点化した分

野における基礎研究を推進して、今後の科学技術の発展や新産業の創出につながる革新的

な新技術を創出することを目的として、チーム型研究、個人型研究等多様な研究形式によ

り、戦略的創造研究推進事業を実施している。そして、戦略的創造研究推進事業（発展研

究）（以下「発展研究事業」という。）は、戦略的創造研究推進事業等の研究課題のうち、優れ

た研究成果が期待されて、かつ発展の見込まれる研究について、当初の研究期間を越えて

継続する事業である。

� 研究実施体制及び研究費の執行体制

発展研究事業の研究実施体制及び研究費の執行体制は、当初の研究期間における研究形

式による事業（以下「出身事業」という。）を踏まえたものとなっており、出身事業がチーム
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型研究の場合には、通常、次のようなものとなっている。

すなわち、研究の推進全般について責任を持つ研究者（以下「研究代表者」という。）は研

究チームを編成することとなっており、研究チームは当該研究代表者の所属する研究機関

の研究者から構成される研究グループのみならず、他の研究機関に所属する共同研究者か

ら構成される研究グループも参加することができることとなっている。

そして、機構は、原則として、各研究グループに配分する研究費のうち 9割程度を機構

が執行することとしており、残りの 1割程度を各研究グループが所属する研究機関とそれ

ぞれ委託研究契約を締結して、委託研究費として支出することとしている。なお、19年

度以降の研究費の執行方式について、機構は、可能な限り研究機関への委託化を図ること

としている。

� 機構による研究費の経理

「研究推進・支援事務処理マニュアル」（以下「事務処理マニュアル」という。）等により、

機構は、研究代表者又は共同研究者（以下「研究代表者等」という。）からの要求に基づく研

究用消耗品等の購入業務を次のとおり行うこととしている。

すなわち、�研究代表者等は、研究用消耗品等を調達するための要求書を作成して、仕
様書、参考見積書等の必要書類を添えて機構に提出する。�機構は、提出書類の要求内
容、仕様等の確認を行い、業者に発注する。�研究実施場所に研究用消耗品等が納品され
た場合、研究代表者等が納品確認を行い、納品書に押印する。業者は当該納品書及び請求

書を機構に提出する。�機構は、納品書に研究代表者等の納品確認の押印があることを
もって検収して、支払処理を行う。

� 委託研究費の経理

「戦略的創造研究推進事業（公募型）に係る委託研究契約事務処理説明書」（以下「事務処理

説明書」という。）等により、委託研究費は、直接経費と間接経費とから構成されている。

そして、直接経費は、物品費、旅費、謝金その他の経費で、当該委託研究の実施のために

直接的に必要な経費とされており、間接経費は、当該委託研究に関して研究機関において

必要となる事務管理費等の経費で、直接経費に一定比率を乗ずるなどして得た額が支払わ

れることとされている。

そして、委託研究費の経理処理については、事務処理説明書、研究機関の経理処理の規

程等に従い適正に執行することとされており、研究機関は、研究実施期間終了後、委託研

究費に係る実績報告書を機構に提出することとなっていて、機構は、この実績報告書の内

容を調査して、委託研究に要すると合理的に判断された金額を確定することとされてい

る。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、発展研究事業に係る研究費の経理が事務処理マニュアル

等に従って適正に行われているかなどに着眼して、機構及び委託先の 10研究機関におい

て会計実地検査を行った。そして、機構及び委託先の 10研究機関が行っている 12研究課

題について納品書、請求書等の書類により検査するとともに、研究費の経理が適切でない

と思われる事態があった場合には、機構及び研究機関に報告を求めて、その報告内容を確

認するなどの方法により検査した。
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なお、本院は、19年次の獨協医科大学における文部科学省所管の科学研究費補助金等

の会計実地検査の結果、同大学に所属する複数の研究者が、同大学に架空の取引に係る購

入代金を支払わせていたため、同補助金等が過大に交付されていた事態について平成 18

年度決算検査報告に掲記した。その際、同大学に対して、同大学の他の研究者及び他の研

究資金についても調査を求めていたところ、19年 11月に同大学から本件発展研究事業に

関する調査結果の報告を受けたので、その報告内容の確認も行った。

� 検査の結果

機構は、13年度に、東京大学（16年 4月 1日以降は国立大学法人東京大学）に所属する

教授を研究代表者とする研究課題（出身事業はチーム型研究、研究期間は 8年 12月から

13年 11月まで）を採択して、継続する研究期間を 14年 3月から 19年 3月までとする発

展研究事業を実施している。

本件発展研究事業の研究チームは、14年度以降、研究代表者が所属する東京大学グ

ループのほか、獨協医科大学医学部に所属する A教授が共同研究者として参加する獨協

医科大学グループなどの 3研究グループから構成されている。

検査したところ、獨協医科大学グループの研究用消耗品の購入に係る研究費及び委託研

究費の経理について、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

ア 機構による研究費の経理について

機構は、A教授からの要求書等に基づく研究費として、14年度から 17年度までの間

に計 19,012,546円を支出しており、このうち、研究用消耗品については、業者から同教

授による納品確認の押印がある納品書及び請求書の提出を受けて、その購入代金として

計 11,072,208円を業者に支払っていた。

しかし、実際に上記の研究用消耗品を購入した額は計 6,651,594円にすぎず、差額の

計 4,420,614円については、A教授が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求

書等を作成させて、これにより機構に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたもの

である。そして、同教授は 4,420,614円全額を業者に預けて別途に経理するなどしてい

た。このため、研究費 4,420,614円が過大に支払われていた。

イ 委託研究費の経理について

機構は、本件発展研究事業の実施に当たり、15年度及び 17年度における委託研究費

として計 847,000円（直接経費計 630,000円、間接経費計 217,000円）を獨協医科大学に

支払っている。

そして、同大学は、A教授から 15年度及び 17年度に研究用消耗品を計 630,000円で

購入したとする納品書、請求書等の提出を受けて、その購入代金を業者に支払ってい

た。

しかし、実際に上記の研究用消耗品を購入した額は計 456,459円にすぎず、差額の計

173,541円については、A教授が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等

を作成させて、これにより同大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたもので

ある。そして、同教授は 173,541円全額を業者に預けて別途に経理していた。このた

め、上記の差額計 173,541円は委託研究に要した経費とは認められず、間接経費相当額

計 66,166円も含めた委託研究費計 239,707円が過大に支払われていた。

上記ア及びイのとおり、本件発展研究事業の経理において、研究費 4,420,614円及び委
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託研究費 239,707円、計 4,660,321円が過大に支払われていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、共同研究者において、研究費の原資は税金であり、

事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、機構及び獨協

医科大学において、研究用消耗品の納品検査等が十分でなかったこと、機構において、研

究者及び研究機関に対して研究費の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を

行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。
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第25 独立行政法人日本学術振興会

不 当 事 項

補 助 金

（848）科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの

科 目 （項）科学研究費補助事業費

部 局 等 独立行政法人日本学術振興会（平成 15年 9月 30日以前は日本学術振

興会）

補 助 の 根 拠 独立行政法人日本学術振興会法（平成 14年法律第 159号）（平成 15年 9

月 30日以前は日本学術振興会法（昭和 42年法律第 123号））

補 助 事 業 者
（事 業 主 体）

東北大学長

補 助 事 業 科学研究費補助

補助事業の概要 我が国の学術を振興するために、あらゆる分野における優れた独創

的・先駆的な学術研究を行うもの

上記に対する国
庫補助金交付額
の合計

14,200,000円（平成 14、15両年度）

不当と認める国
庫補助金交付額

4,291,468円（平成 14、15両年度）

1 補助金の概要

� 科学研究費補助金の概要

独立行政法人日本学術振興会（平成 15年 9月 30日以前は日本学術振興会。以下「振興

会」という。）は、独立行政法人日本学術振興会法（平成 14年法律第 159号。15年 9月 30日

以前は日本学術振興会法（昭和 42年法律第 123号））等に基づき、文部科学省が所掌する科学

研究費補助金の交付対象となる一部の研究種目等について、11年度から国の補助金を財

源として、科学研究費補助金（以下「補助金」という。）を交付している。

この補助金は、我が国の学術を振興するために、人文・社会科学から自然科学まであら

ゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的とする研究

助成費であり、交付対象となる研究種目等には基盤研究等がある。

この補助金の交付の申請をすることができる者は、「独立行政法人日本学術振興会科学

研究費補助金（基盤研究等）取扱要領」（平成 15年規程第 17号。以下「取扱要領」という。）等に

より、�大学、大学共同利用機関等の学術研究を行う機関（以下「研究機関」という。）に所
属する研究者が 1人で科学研究を行う場合は、当該研究機関の代表者、�研究者 2人以上

が同一の研究課題について共同して科学研究を行う場合は、当該研究者の代表者（以下、

研究者が 1人である場合を含めて「研究代表者」という。）又は研究代表者の所属する研究機

関の代表者等とされている。

補助の対象となる経費は、「科学研究費補助金（科学研究費及び学術創成研究費）の取扱

いについて」（平成 15年文科振第 92号文部科学省研究振興局長通知。以下「局長通知」という。）
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等により、研究用物品の購入費など研究計画の遂行等に必要な経費（直接経費）及び研究の

実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費（間接経費）とされている。

� 補助金の管理方法

交付された補助金の管理方法については、局長通知等により、研究代表者又は研究代表

者と共同して研究計画の遂行に中心的役割を果たす研究分担者（以下「研究代表者等」とい

う。）は、所属する研究機関に補助金の管理を行わせることとされている。そして、研究代

表者等が所属する研究機関は、補助金及び納品書、請求書等の関係書類の管理を適切に行

うこととされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、交付された補助金が研究機関において取扱要領、局長通

知等に従って適切に管理されているかなどに着眼して、振興会及び 41研究機関に係る

370事業主体（ 3大学長及び 367研究代表者等）において会計実地検査を行った。そして、

これらの事業主体が行っている 443研究課題について納品書、請求書等の書類により検査

するとともに、補助金の管理が適切でないと思われる事態があった場合には、研究機関に

報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

� 検査の結果

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

振興会は、東北大学（16年 4月 1日以降は国立大学法人東北大学）多元物質科学研究所

A教授を研究代表者とする研究課題（研究種目：基盤研究（B））を対象として、14、15両年

度に、補助金計 14,200,000円を交付しており、同大学が補助金の管理を行っている。同大

学は、研究代表者から研究用物品を 5,210,086円で購入したとする納品書、請求書等の提

出を受けて、その購入代金を業者に支払っていた。

しかし、実際に上記の研究用物品を購入した額は 918,618円にすぎず、差額の 4,291,468

円については、研究代表者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成

させて、これにより同大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたものである。そ

して、研究代表者は 4,291,468円全額を業者に預けて別途に経理していた。このため、補

助金 4,291,468円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、研究代表者において、補助金の原資は税金であり、

事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、補助金を管理

する同大学において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったこと、振興会において、

研究代表者等及び研究機関に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や

指導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。
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第26 独立行政法人日本芸術文化振興会

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

広報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作成し発行する方法に改めることによ

り、経済的なものとするよう改善させたもの

科 目 経常費用

部 局 等 独立行政法人日本芸術文化振興会

契 約 名 物品供給契約

契 約 の 概 要 広報誌を購入するもの

契約の相手方 財団法人清栄会

広報誌の購入費 4800万円（平成 16事業年度～19事業年度）

節減できた支払
額

1763万円（平成 16事業年度～19事業年度）

1 広報誌の概要

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）は、芸術その他の文化の向上に

寄与することを目的として、国立劇場、国立文楽劇場等の劇場施設を設置して、我が国古来

の伝統的な芸能の公開及び我が国における現代の舞台芸術の公演を行うなどの業務を行って

いる。

そして、振興会は、これら劇場施設における公演情報の周知等のために、広報誌として日

本芸術文化振興会ニュース（以下「振興会ニュース」という。）、芸術文化振興基金、あぜくら

及び国立文楽劇場友の会会報の 4誌を劇場施設への来場者、会員等に配布している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、広報誌の調達が適切に行われて、経済的なものになってい

るかなどに着眼し、振興会の本部において、平成 16事業年度から 19事業年度までの間の広

報誌に関する契約書、仕様書等を確認して、その作成、発行の実態等を聴取するなどして会

計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

前記の広報誌 4誌のうちの振興会ニュースについてみると、振興会は、財団法人清栄会

（以下「清栄会」という。）が発行者として作成したものを随意契約により購入していた。この

契約は、 1部当たりの単価を 100円として毎月 10,000部ずつ、年間 120,000部を購入するも

ので、その支払額は 16事業年度から 19事業年度までの間で計 4800万円となっていた。

この振興会ニュースの作成の実態をみると、清栄会は、�編集業務については、振興会か

ら国立劇場等の公演情報等の提供を受けるとともに、振興会の指示・監修の下で紙面のレイ

アウトの実施、エッセイの執筆依頼等を行っていた。また、�印刷・製本業務については民

間の印刷業者に請け負わせて実施していた。そして、清栄会は、このようにして作成した振

興会ニュースの全数を振興会に上記の金額で売却し、振興会はこれを国立劇場等に常備して
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来場者等に無料で配布するなどしていた。

このような振興会ニュースの作成の実態等からみて、振興会において、振興会ニュースを

清栄会から定価で購入して調達する方法は適切とは認められず、振興会自らが発行すること

とした上で、編集業務については自ら又は委託により行い、印刷・製本業務については業者

に請け負わせるなどすることにより、経済的な調達を行う必要があると認められた。

現に、振興会ニュース以外の芸術文化振興基金等 3誌については、振興会は、自らを発行

者とした上で、編集業務を自ら又は委託により行い、印刷・製本業務を民間の業者に請け負

わせて調達して、これを配布していた。そして、これらの広報誌のうち、振興会ニュースと

形状、装丁が類似する「あぜくら」をみると、19事業年度における作成部数は 204,000部、こ

れに対する支払額は 519万余円で 1部当たりの単価は約 25円となっていた。

（節減できた支払額）

前記のとおり、振興会が振興会ニュースを自ら作成し発行することとして、これに要する

経費を積算参考資料等に基づき算定すると、前記の支払額計 4800万円は、16事業年度から

19事業年度までの間で計 3036万余円となり、計 1763万余円が節減できると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、振興会において、振興会ニュースの調達に当たり、作

成の実態を反映し、振興会自らが振興会ニュースを発行することとした上で、編集業務につ

いては自ら又は委託により行い、印刷・製本業務については業者に請け負わせることとする

など、経済的な調達を図ることについての認識が十分でなかったことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、振興会は、振興会ニュースについて、清栄会との随

意契約により購入する方法を改めて、次のとおり、作成の実態に即して自ら発行する方法と

することにより調達価格の節減を図る処置を講じた。

ア 編集業務については、平成 20年 4月号から振興会自らが実施することとした。

イ 印刷・製本業務については、20年 3月に一般競争入札を実施して、20年 4月に印刷業

者と請負契約を締結した。
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第27 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

不 当 事 項

役 務

（849）雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当た

り、委託業務の経費に架空の旅費等を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過

大となっているもの

科 目 （高齢・障害者雇用支援勘定）

（項）高年齢者等助成金支給経費

（項）高年齢者等雇用相談経費

（項）高年齢者等職業生活設計援助経費

（項）障害者雇用継続助成金支給経費

（障害者雇用納付金勘定）

（項）障害者雇用納付金関係業務費

（項）職業開発事業費

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平成 15年 9月 30日以前は、

労働保険特別会計（雇用勘定）

（項）雇用安定等事業費

日本障害者雇用促進協会

障害者雇用継続援助事業特別会計

（項）業務取扱費

障害者雇用納付金事業特別会計

（項）業務委託費

一般会計

（項）職業開発事業費

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

部 局 等 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（平成 15年 9月 30日以前は

厚生労働本省（13年 1月 5日以前は労働本省）及び日本障害者雇用促

進協会）

契 約 名 � 雇用安定事業関係業務委託 （平成 12年度～19年度）

	 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

障害者雇用納付金関係業務委託 （平成 13年度～18年度）

障害者職域拡大等研究調査委託 （平成 14年度～18年度）

障害者雇用管理等講習委託 （平成 14年度～18年度）

障害者雇用啓発事業委託 （平成 14年度～18年度）

障害者雇用継続助成金関係業務委託

（平成 13年度～17年度）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

契 約 の 概 要 � 事業主に対して支給する助成金に係る普及指導及び申請書の受

理、点検、審査等並びに事業主その他の関係者に対する高年齢者

等の雇用に関する技術的事項についての相談その他の援助等
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� 障害者雇用納付金の徴収等に関する事務、障害者の雇用に関する

技術的事項についての研究・調査・講習、障害者雇用継続助成金

の受給資格認定申請書等の受理、点検等

契約の相手方 29協会

契 約 � 平成 12年 4月ほか 随意契約

� 平成 13年 4月ほか 随意契約

支 払 額 � 12,381,659,685円（平成 12年度～19年度）

� 3,927,361,949円（平成 13年度～18年度）

計 16,309,021,634円

過大になってい
る支払額

� 68,782,038円（平成 12年度～19年度）

� 42,517,111円（平成 13年度～18年度）

計 111,299,149円

1 委託業務の概要

� 委託業務の概要

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（平成 15年 9月 30日以前は財団法人高年齢者

雇用開発協会及び日本障害者雇用促進協会。以下「機構」という。）は、独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構法（平成 14年法律第 165号）等に基づき、高年齢者等又は障害者の雇用

の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人（全国に設立された雇用開発協会等の法

人。以下「協会」という。）に対して、雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等

の一部（以下「委託業務」という。）の実施を委託している。

上記のうち、雇用安定事業関係業務の内容は、�事業主に対して支給する助成金に係る
普及指導及び申請書の受理、点検、審査等、�事業主その他の関係者に対する高年齢者等
の雇用に関する技術的事項についての相談その他の援助、�高齢期雇用就業支援コーナー
の運営等に関する業務の実施となっている。

また、障害者雇用納付金関係業務等の内容は、�障害者雇用納付金の徴収等に関する事
務、�障害者の雇用に関する技術的事項についての研究・調査・講習、�障害者雇用継続
助成金の受給資格認定申請書等の受理、点検等に関する業務の実施となっている。

そして、15年 9月 30日までは、雇用安定事業関係業務については、財団法人高年齢者

雇用開発協会が、厚生労働省（13年 1月 5日以前は労働省）から交付を受けた高年齢者雇

用確保事業等交付金を財源として、また、障害者雇用納付金関係業務等については、日本

障害者雇用促進協会が、法律に基づき事業主から徴収した障害者雇用納付金等を財源とし

て、それぞれ協会に対して委託業務の実施を委託していた。その後、15年 10月 1日に、

日本障害者雇用促進協会の業務に国及び財団法人高年齢者雇用開発協会の業務の一部を加

えて実施する機構が設立されて、雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等を

承継して、同日以降、機構が厚生労働省からの交付金等を財源として、協会に対して委託

業務の実施を委託することとなった。

� 委託費の交付、精算等の手続

委託業務に係る委託費の交付、精算等の手続は、機構が定めた「雇用安定事業関係業

務、障害者雇用納付金関係業務及び障害者雇用継続助成金関係業務委託要領」（平成 16年要
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領第 29号）等によると、おおむね次のとおりとなっている。

� 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、協会と年度ごとに業務委託契約を締結する。

そして、当該業務委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。

� 協会は、委託業務が終了したときは、業務実績及び委託費の収支の状況を記載した業

務実績報告書及び委託費精算報告書（以下「精算報告書等」という。）を機構に提出する。

� 機構は、協会から提出された精算報告書等の内容を審査して、適当と認めるときは、

委託費の額を確定して精算する。

� 委託費の対象経費

委託費の対象経費は、�協会において委託業務に従事する者の給与、超過勤務手当等の
人件費、�謝金、旅費、庁費等の一般管理費、�その他各委託業務の実施に必要な経費と
なっている。

� 委託業務の適正な実施について機構が講じた処置

本院は、本件委託業務について、19年次に、機構において、18協会に支払われた委託

費を対象として会計実地検査を行い、18協会が、委託費から不正な支払を行ってこれを

別途に経理するなどして委託費を委託業務の目的外の用途に使用するなどしていた事態を

平成 18年度決算検査報告に掲記したところである。そして、機構は、上記の会計実地検

査を踏まえて、協会あてに「会計事務の適正化について」（平成 19年 9月 21日高障経発第 28

号）を発して、個々の指摘事項を踏まえた留意点を明示して、委託費の適正な会計経理に

ついて、協会の職員に周知徹底を図るとともに、各協会の事務局長の責任において、自主

点検を行うことを指示するなどしたところである。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、機構及び 29協会
（注）

において会計実地検査を行い、14年度から 19年度までの間

に 29協会に支払われた委託費を対象として、合規性等の観点から、委託費が業務の目的

に沿って適正に使用されているかに着眼して、上記の各協会における自主点検の結果も含

めて、精算報告書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった

場合には、更に機構等に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法によ

り検査を行った。なお、検査の過程において不正な事態等が判明した場合には、可能な範

囲において過去の年度までさかのぼって検査を実施した。

� 検査の結果

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

機構は、29協会が 12年度から 19年度までの間に実施した委託業務について、各協会

から提出された精算報告書等に基づき、委託費の支払額を計 16,309,021,634円と確定して

精算していた。

しかし、29協会は、委託費から、不正な支払を行ってこれを別途に経理したり、旅費

等を過大に支払ったり、懇親会に係る経費を支払ったりするなどして、計 111,299,149円

（うち 29協会自主点検分計 68,399,779円）を委託業務の目的外の用途に使用するなどして

いた。

これを態様別に示すと、次のとおりである（協会数については重複しているものがあ

る。）。
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ア 架空の出張等を名目として委託費から旅費等を不正に支払い、これを別途に経理して

職員の飲食費に充てるなど、委託業務の目的外の用途に使用するなどしていたもの

15協会 22,600,690円

＜事例＞

A協会は、平成 14年度から 16年度まで及び 18年度に、虚偽の内容の旅費請求書

等を作成して、出張の事実がないのに職員を出張させたこととして委託費から旅費計

797,130円を不正に支払い、これを別途に経理するなどして、委託業務の目的外の用

途に使用していた。

イ 委託業務に係る出張について、職員が当初の日程を短縮して出張するなどしていたの

に、当該旅費の差額について精算していなかったため、委託費から過大な額の旅費を

支払うなどしていたもの

24協会 26,373,789円

ウ 職員の超過勤務の管理を適正に行っていなかったため、委託費から過大な額の超過勤

務手当を支払っていたもの

14協会 11,065,094円

エ 懇親会に係る飲食費等を委託費から支払っていたもの

13協会 9,615,131円

オ 協会の通常総会に係る議案書の印刷代、機構が定めた委託費による負担割合を上回っ

た会計ソフトリース料等、委託業務の対象外の経費を委託費から支払っていたもの

27協会 31,050,617円

カ 委託費の残額を消化するため、年度末に業者に架空請求を行わせてこれに係る代金を

委託費から支払い、当該支払金を業者に預け金として保有させて、翌年度にこれを利

用して、契約した物品とは異なる物品を納入させるなどしていたもの

7協会 10,593,828円

したがって、次表のとおり、29協会が 12年度から 19年度までの間に実施した委託業

務に係る適正な委託費の額は計 16,197,722,485円となり、前記の委託費の支払額計

16,309,021,634円との差額計 111,299,149円が過大に支払われており、委託費の経理が適正

を欠いていて、不当と認められる。

表 雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等における過大な支払額

（単位：円）

年度 業 務 委託費の支払額 適正な委託費の額 過大な支払額

平成 12 雇 用 安 定 事 業 75,649,977 75,578,397 71,580

13 雇 用 安 定 事 業 361,096,335 359,885,125 1,211,210

障害者雇用納付金 41,054,334 40,493,274 561,060

14 雇 用 安 定 事 業 2,165,532,776 2,147,125,995 18,406,781

障害者雇用納付金 967,337,779 954,320,125 13,017,654

15上期 雇 用 安 定 事 業 961,782,700 954,423,168 7,359,532

障害者雇用納付金 381,017,863 376,618,131 4,399,732
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年度 業 務 委託費の支払額 適正な委託費の額 過大な支払額

15下期 雇 用 安 定 事 業 1,333,202,988 1,323,664,832 9,538,156

障害者雇用納付金 423,414,941 417,607,633 5,807,308

16 雇 用 安 定 事 業 2,641,419,017 2,624,125,210 17,293,807

障害者雇用納付金 919,279,263 909,199,949 10,079,314

17 雇 用 安 定 事 業 2,724,993,056 2,715,005,334 9,987,722

障害者雇用納付金 764,538,463 757,463,250 7,075,213

18 雇 用 安 定 事 業 1,982,799,171 1,977,899,583 4,899,588

障害者雇用納付金 430,719,306 429,142,476 1,576,830

19 雇 用 安 定 事 業 135,183,665 135,170,003 13,662

小 計 雇 用 安 定 事 業 12,381,659,685 12,312,877,647 68,782,038

障害者雇用納付金 3,927,361,949 3,884,844,838 42,517,111

計 16,309,021,634 16,197,722,485 111,299,149

注� 平成 15年度上期（15年 9月末）までは、財団法人高年齢者雇用開発協会及び日本障
害者雇用促進協会が、それぞれ協会に業務の実施を委託していた。

注� 業務欄の「雇用安定事業」は雇用安定事業関係業務、「障害者雇用納付金」は障害者雇

用納付金関係業務等をそれぞれ示すものである。

このような事態が生じていたのは、協会において、委託業務の適正な執行及び委託費の

適正な会計経理に関する認識が欠けていたこと、また、機構において、精算報告書等に係

る審査が十分でなかったことなどによると認められる。

（注） 29協会 社団法人岩手県雇用開発協会（平成 19年 3月 31日以前は同協会及び社団法人

岩手県障害者雇用促進協会）、社団法人宮城県高齢・障害者雇用支援協会（18年 3月

31日以前は社団法人宮城県雇用開発協会及び社団法人宮城県障害者雇用促進協会）、

社団法人秋田県雇用開発協会（18年 3月 31日以前は同協会及び社団法人秋田県障害者

雇用促進協会）、社団法人山形県高齢・障害者雇用支援協会（19年 3月 31日以前は社

団法人山形県雇用対策協会及び社団法人山形県障害者雇用促進協会）、社団法人福島

県雇用開発協会（18年 3月 31日以前は同協会及び社団法人福島県障害者雇用促進協

会）、社団法人栃木県雇用開発協会、社団法人埼玉県雇用開発協会、財団法人神奈川

県雇用開発協会、社団法人新潟県雇用開発協会、社団法人富山県雇用開発協会（18年

3月 31日以前は社団法人富山県雇用対策協会及び社団法人富山県障害者雇用促進協

会）、社団法人石川県雇用支援協会（18年 3月 31日以前は社団法人石川県雇用対策協

会及び社団法人石川県障害者雇用促進協会）、社団法人福井県雇用支援協会（18年 3月

31日以前は社団法人福井県雇用開発協会及び社団法人福井県障害者雇用促進協会）、

社団法人山梨県雇用促進協会（17年 3月 31日以前は社団法人山梨県雇用開発協会及び

社団法人山梨県障害者雇用促進協会）、社団法人長野県雇用開発協会、社団法人岐阜

県雇用支援協会（19年 3月 31日以前は社団法人岐阜県雇用開発協会及び社団法人岐阜

県障害者雇用促進協会）、社団法人静岡県雇用支援協会（20年 3月 31日以前は社団法

人静岡県雇用開発協会及び社団法人静岡県障害者雇用促進協会）、社団法人三重県雇

用開発協会（18年 3月 31日以前は同協会及び社団法人三重県障害者雇用促進協会）、

社団法人滋賀県雇用開発協会（18年 9月 30日以前は社団法人滋賀県雇用対策協会及び
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社団法人滋賀県障害者雇用促進協会）、社団法人和歌山県雇用開発協会（19年 3月 31

日以前は社団法人和歌山県高年齢者雇用開発協会及び社団法人和歌山県障害者雇用促

進協会）、社団法人鳥取県高齢・障害者雇用促進協会（18年 3月 31日以前は社団法人

鳥取県雇用促進協会及び社団法人鳥取県障害者雇用促進協会）、社団法人島根県雇用

促進協会（18年 3月 31日以前は同協会及び社団法人島根県障害者雇用促進協会）、社

団法人広島県雇用開発協会、社団法人徳島雇用支援協会（18年 3月 31日以前は社団法

人徳島県雇用開発協会及び社団法人徳島県障害者雇用促進協会）、社団法人愛媛高

齢・障害者雇用支援協会（18年 3月 31日以前は社団法人愛媛県高年齢者雇用開発協会

及び社団法人愛媛県障害者雇用促進協会）、社団法人高知県雇用開発協会、財団法人

佐賀県高齢・障害者雇用支援協会（19年 3月 31日以前は財団法人佐賀県高年齢者雇用

開発協会及び社団法人佐賀県障害者雇用促進協会）、社団法人熊本県高齢・障害者雇

用支援協会（18年 3月 31日以前は社団法人熊本県高年齢者雇用開発協会及び社団法人

熊本県障害者雇用促進協会）、社団法人宮崎県雇用開発協会（18年 3月 31日以前は社

団法人宮崎県高年齢者雇用開発協会及び社団法人宮崎県障害者雇用促進協会）、財団

法人鹿児島県雇用支援協会（18年 3月 31日以前は財団法人鹿児島県雇用開発協会及び

財団法人鹿児島県障害者雇用促進協会）

そ の 他

（850）高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給が適正でなかったもの

科 目 高齢・障害者雇用支援勘定

部 局 等 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

支給の相手方 3事業主

高年齢者等共同
就業機会創出助
成金の支給額の
合計

14,902,000円（平成 17年度～19年度）

不適正支給額 10,182,000円（平成 17年度～19年度）

1 助成金の概要

� 高年齢者等共同就業機会創出助成金

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（以下「機構」という。）は、雇用保険（前掲 247

ページの「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」参照）で行う事業のうち

の雇用安定事業の一環として、45歳以上の求職者等（以下「求職者」という。）を雇い入れて

継続的な雇用・就業機会を創出するために、高年齢者等共同就業機会創出助成金（以下「助

成金」という。）の支給に係る業務を行っている。助成金は、45歳以上の者（以下「中高年齢

者」という。）3人以上が共同して法人を設立して、求職者を雇い入れて継続的な雇用・就

業機会を創出した場合に、当該法人に対して、法人の運営に要した経費等の一部を助成す

るものである。

なお、機構は、助成金の支給業務については、中高年齢者の雇用の安定等を図ることを
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目的として各都道府県に設立された社団法人又は財団法人である雇用開発協会等（以下「都

道府県協会」という。）にその一部を委託して実施している。

� 助成金の支給

助成金の支給要件は、 3人以上の中高年齢者がそれぞれ出資して設立した法人であるこ

と、設立登記後継続して事業を営んでいる雇用保険の適用事業主（以下「事業主」という。）

が、法人の運営に要する経費等、助成金の支給対象となる経費（以下「支給対象経費」とい

う。）を支払っていること、事業主が助成金の支給申請日までに求職者を雇用保険の被保険

者として 1人以上雇い入れたことなどとなっている。そして、支給額は、法人の設立登記

の日から起算して 6か月の期間内に費用が発生して、支払が完了した支給対象経費に 3分

の 2を乗じて得た額（ただし、500万円を限度とする。）となっている。

助成金の支給を受けようとする事業主は、法人の設立登記年月日、事業の概要等を記載

した「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」に法人設立の際に必要とされた書類等を添

付して、これを都道府県協会を通じて機構に提出することとなっている。また、法人の設

立登記の日から 6か月経過後に、雇用保険の被保険者数、支給対象経費等を記載した「高

年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書」（以下「支給申請書」という。）に支給対象経費

の支払を確認できる領収書等を添付して、これを都道府県協会を通じて機構に提出するこ

ととなっている。そして、機構は、支給申請書等の内容を審査した上、支給決定を行い、

これに基づいて助成金の支給を行うこととなっている。また、事実と相違する内容の申請

により助成金を支給した事業主に対しては、助成金の全部又は一部について支給決定を取

り消して返還させることとなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、機構において会計実地検査を行い、平成 15年度から 19年度までの間に助成金

の支給を受けた事業主のうち 47事業主を選定して、合規性等の観点から、これらの事業

主に対する助成金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、事業主から提出された

支給申請書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合に

は、更に機構に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を

行った。

� 不適正支給の事態

検査の結果、17年度から 19年度までの 3事業主に対する助成金の支給（支給額

14,902,000円）のうち、10,182,000円が適正に支給されておらず、不当と認められる。

上記の不適正支給の態様は、支給申請日までに求職者を雇用保険の被保険者として雇い

入れていなかったのに雇い入れたこととしたり、支給対象経費について事実と相違する領

収書を添付したりなどして申請した事業主に対して、助成金を支給していたものである。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

機構は、事業主 Aから、平成 18年 6月に求職者 Bを雇用保険の被保険者として雇い

入れたとする支給申請書の提出を受けて、これに基づき、助成金 5,000,000円を支給し

ていた。

しかし、実際には、求職者 Bの労働時間は短時間であり、雇用保険の加入要件を満
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たしていなかったため、事業主 Aは、求職者を雇用保険の被保険者として 1人以上雇

い入れるという支給要件を満たしていないことから、助成金 5,000,000円全額が適正に

支給されていなかった。

このような事態が生じていたのは、事業主が制度を十分理解していなかったり、誠実で

なかったりしていたため、支給申請書等の記載内容が事実と相違していたのに、機構にお

いて、これに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認めら

れる。

なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執ら

れた。
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第28 独立行政法人日本貿易振興機構

不 当 事 項

予 算 経 理

（851）物品の購入等に当たり、虚偽の納品書等を納入業者に提出させたり、所定の検収を行

わないまま物品が納入されていないのに納入されたこととしたりするなどの適正でな

い会計経理を行い、経費を支払っていたもの

科 目 資料収集

平成 12、13両年度は、統計・研究資料整備費�
�
�14年度、15年度上期は、研究基盤整備事業費

部 局 等 独立行政法人日本貿易振興機構（平成 15年 9月 30日以前は日本貿易

振興会）アジア経済研究所

契 約 の 概 要 マイクロフィルム関係物品の購入等

契約の相手方 株式会社ニチマイ

上記の株式会社
に対する支払額

190,730,417円（平成 10年度～18年度）

不適正な会計経
理により支払わ
れた額

26,549,565円（平成 12年度～18年度）

1 物品購入等に係る会計経理の概要

独立行政法人日本貿易振興機構（平成 15年 9月 30日以前は日本貿易振興会。以下「機構」

という。）は、機構のアジア経済研究所（以下「研究所」という。）において、アジア地域その他

の地域等の諸事情に関する新聞等の資料を収集してマイクロフィルム化して保存する業務等

を行っている。そして、研究所は、10年度から 18年度までの間に、当該業務等を実施する

ために必要なマイクロフィルム等の物品（以下「マイクロフィルム関係物品」という。）を購入

するなどのために、主に単価契約により 451,551,187円を支払っている。

機構における物品の購入等に係る会計事務手続については、会計規程（平成 15年独立行政法

人日本貿易振興機構規程第 6号）、物品等管理規程（平成 15年独立行政法人日本貿易振興機構規程第

38号）等に定められており、研究所におけるマイクロフィルム関係物品の購入等に係る検

収、支払等の手続は次のとおり行うこととなっている。

� 検収を行う者は、指定の受渡場所において発注書又は契約書及び納品書と現品とを照合

の上、納入された物品等の品名、規格、数量、納品時期等が上記の関係書類と合致して、

かつ、適正であるか否かを検査する。

� 検収を行った者は、検収完了後、直ちに納品書等に検収印を押印するなどして、関係書

類を整備確認の上、出金伝票を起票する。そして、これに基づき支払が行われる。

2 検査の結果

本院は、機構において、合規性等の観点から、会計事務手続が会計規程等に基づき適正に

行われているかなどに着眼して、関係書類が保存されていた 10年度から 18年度までの間に
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研究所がマイクロフィルム関係物品の購入等で株式会社ニチマイ（以下「ニチマイ」という。）

に支払った 190,730,417円について、契約書、納品書等の書類により会計実地検査を行っ

た。また、ニチマイにおいても、総勘定元帳等の書類により会計実地検査を行った。

検査したところ、上記のニチマイに対する支払額 190,730,417円の中には、次のとおり適

正ではない会計経理を行っている事態が見受けられた。

ア 研究所の図書館の資料サービス課の職員は、ニチマイに、同社が年度末にマイクロフィ

ルム関係物品を大量に納入したとする虚偽の納品書等を提出させるなどしていた。

イ 研究所の図書館の資料企画課の職員等は、上記アの納品書等を受けて、物品が実際には

納入されていないのに、所定の検収を行わないまま適正に納入されたこととして支払手続

を行っていた。そして、この行為については、担当職員が交代した場合においても毎年度

継続して行われていた。

ウ 上記アの資料サービス課の職員は、この支払手続に基づき研究所が支払った金額をニチ

マイに預け金として保有させて、その累計額は、次表のとおり計 26,549,565円となってい

た。そして、同職員は、当該預け金のうち 24,613,155円を使用して新聞のマイクロフィル

ム撮影等の役務をニチマイに行わせるなどしており、20年 2月の会計実地検査時点にお

いても 1,936,410円を預け金としてニチマイに保有させていた。

表 ニチマイへの預け金額の推移 （単位：円）

年 度
新たに預け金と
して保有させた
額 （A）

使用可能な預け金の
額

（B）
（（A）＋前年度（D））

預け金の使用額

（C）

年度末残額
（D）
（B－C）

平成
10、11

12
13
14
15
16
17
18
19（注）

―

2,493,750
14,386,260
2,945,775

499,380
2,499,000

157,500
3,567,900

―

―

2,493,750
16,880,010
12,395,827

579,837
2,565,150
1,736,280
3,576,909
1,954,260

―

―

7,429,958
12,315,370

513,687
986,370

1,727,271
1,622,649

17,850

―

2,493,750
9,450,052

80,457
66,150

1,578,780
9,009

1,954,260
1,936,410

計 26,549,565 24,613,155

（注） 平成 19年度は 20年 2月の会計実地検査時点での金額である。

上記の適正でない会計経理について 18年度の状況を事例として示すと、次のとおりで

ある。

＜事例＞

研究所は、平成 18年度にニチマイからマイクロフィルム関係物品を購入したとして

代金計 3,567,900円を支払っていた。このうちマイクロフィルム 500本については、19

年 3月 27日に代金 1,701,000円で購入したこととしていた。しかし、実際には研究所の

図書館の資料サービス課の職員が虚偽の納品書、請求書等の関係書類をニチマイに提出

させて購入したこととしていたもので、500本は全く納入されていなかった。また、研

究所の図書館の資料企画課の職員は、現物確認等を行わないまま上記の納品書に同日付

の検収印を押印して検収したこととして、この納品書に請求書を添付するなどして同日
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付の出金伝票を起票していた。研究所は、この出金伝票に基づき同月 30日に当該代金

1,701,000円をニチマイに支払い、上記の資料サービス課の職員がこの金額をニチマイ

に預け金として保有させていた。

このような事態が生じていたのは、機構において、職員に会計規程等を遵守することの

認識が著しく欠如していたこと、このような適正でない会計経理を組織的に点検できな

かったこと、内部監査が十分でなかったことなどによると認められる。

したがって、長期間にわたり、偽造の納品書等を納入業者に提出させたり、所定の検収

を行わないまま物品が納入されていないのに納入されたこととしたりするなどの適正でな

い会計経理を行い、経費を支払った金額 26,549,565円が不当と認められる。
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第29 独立行政法人水資源機構

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免

除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの

科 目 一般勘定

部 局 等 独立行政法人水資源機構

違約金請求の概
要

談合等により生じた損害の回復を図るために、契約条項に基づき請負

代金額等の一定割合に相当する額を受注者に対して請求するもの

課徴金減免制度
の概要

談合などの違反行為を行った事業者が公正取引委員会の調査開始日よ

りも前に違反事実を申告するなど法律に定められた要件を満たす場

合、当該事業者に対し公正取引委員会が課徴金の納付を免除又は減額

するもの

水門談合事件に
係る違反行為対
象契約において
違約金条項が付
されていた契約
及び契約金額

6件 55億 9013万余円（平成 15、16両年度）

上記のうち検査
の対象とした契
約及び契約金額

6件 55億 9013万余円

上記のうち課徴
金納付を免除さ
れた事業者と締
結した契約及び
契約金額

1件 11億 5535万円（平成 16年度）

1 談合等に係る違約金条項等の概要

� 談合等に係る違約金条項の制定

独立行政法人水資源機構（平成 15年 9月 30日以前は水資源開発公団。以下「機構」とい

う。）は、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供

給の確保を図るため、水資源の開発又は利用のための施設の改築等の公共工事等を多数実

施している。

近年、公共工事等における受注者等が、入札に当たり、私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第 3条の規定に違反

し談合を行ったとして、公正取引委員会から独占禁止法第 7条第 1項等に規定する排除措

置命令等を受けたり、刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 3に規定する競売入札妨害

罪、談合罪等の容疑で逮捕等されたりする事態（以下、法律の規定に違反するこれらの行

為を「談合等」という。）が数多く発生している。

上記のように、公共工事等の入札において談合等があった場合には、受注者等の不法行

為等による損害が生ずることとなるが、機構は、機構に生じた損害の回復を容易にすると

ともに、談合等に対する抑止効果を期待して、15年 7月に、機構発注の工事及び建設コ
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ンサルタント業務等（以下「工事等」という。）の契約において、当該工事等に関し談合等の

不正行為を行った受注者に対し、請負代金額（契約締結後に請負代金額の変更があった場

合には、変更後の請負代金額。以下同じ。）等の 10分の 1に相当する額を違約金として支

払わせる違約金条項を制定し、同年 8月 6日以降に入札公告等の入札手続を開始する契約

に適用することとし、その旨を支社等に通達している。

その後、機構は、国土交通省等が発注した鋼橋上部工事に関して大規模な談合行為が発

生したことを踏まえ、17年 12月に、政府調達に関する協定（平成 7年条約第 23号）の適用

を受ける工事について、受注者の悪質性が特に際立っている場合には、請負代金額の 10

分の 1に相当する額の違約金に加え、請負代金額の 100分の 5に相当する額の違約金を支

払わなければならないとするなど違約金条項の強化を行っている。

� 違約金条項の適用

機構が定めた違約金条項では、受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、機構と

締結した契約について次のいずれかに該当したとき、受注者は違約金として請負代金額の

10分の 1に相当する額などを支払わなければならないこととされている。

� 受注者が独占禁止法第 3条の規定に違反したことなどにより、公正取引委員会が受注

者に対し、独占禁止法第 7条の 2第 1項の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「課徴金

納付命令」という。）を行い、当該命令が確定したとき

� 受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第 96条の 3又は独占禁

止法第 89条第 1項若しくは第 95条第 1項第 1号に規定する刑が確定したとき

また、機構は、公正取引委員会が受注者に対して行った課徴金納付命令が確定した場

合、どの契約が課徴金納付命令の対象となったかを確認するため、公正取引委員会に対

し、課徴金納付命令の対象となった契約（以下「課徴金算定対象契約」という。）について照

会した後、課徴金算定対象契約であると認められた契約については、受注者に対して違約

金条項に基づく違約金の請求を行っている。

� 独占禁止法の改正

17年 4月に独占禁止法が改正（18年 1月施行）されたことにより、課徴金減免制度の導入

や審判手続等の見直しが行われるなど、独占禁止法の執行力・抑止力の強化が図られてい

る。

ア 課徴金減免制度の導入

課徴金減免制度は、カルテルからの離脱インセンティブを与え、カルテルの発見、解

明を容易にして、競争秩序の早期回復を図るために導入されたもので、違反行為の実行

としての事業活動を行った事業者が自ら違反事実を申告するなど法律で定める要件に該

当すれば、当該事業者の課徴金を減免する制度である。

すなわち、課徴金を納付すべき事業者が、公正取引委員会規則で定めるところによ

り、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に

係る事実の報告及び資料の提出を行ったなどの要件に該当する場合には、公正取引委員

会は、独占禁止法第 7条の 2第 7項の規定に基づき、課徴金の納付を命じないものとす

るとされている。そして、公正取引委員会は、これにより課徴金の納付を命じないこと

としたときは、当該事業者に対し、文書をもってその旨を通知することとされている。
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また、当該違反行為をした事業者のうち 2番目又は 3番目に公正取引委員会に上記の

報告等を行ったなどの要件に該当する場合には、公正取引委員会は、独占禁止法第 7条

の 2第 8項又は第 9項の規定に基づき、課徴金の額の一定割合を減額するものとすると

されている。

イ 課徴金減免制度の適用を受けた事業者名等の公表

公正取引委員会は、18年 9月に、「課徴金減免制度の適用を受けた事業者名等の取扱

いに関する方針」を定め、課徴金の納付を免除した事業者（以下「免除事業者」という。）又

は課徴金の額を減額した事業者（以下「減額事業者」という。）から申出があった場合、当

該事業者の名称、所在地、代表者名及び免除の事実又は減額の率を公表することとして

いる。

� 排除措置命令における認定事実

公正取引委員会は、独占禁止法第 3条等の規定に違反する談合などの行為があるとき

は、独占禁止法第 7条等の規定に基づき、事業者等に対し排除措置命令を行うことができ

ることとされている。そして、排除措置命令は、独占禁止法第 49条の規定に基づき、文

書によってこれを行い、排除措置命令書には、違反行為に関して公正取引委員会が認定し

た事実（以下「認定事実」という。）及びこれに対する法令の適用などを示さなければならな

いこととされている。そして、この認定事実には、違反行為者、違反行為の対象となった

契約の種類、発注者及び入札方法、違反行為があった期間等が含まれるが、個別の契約件

名、契約年月日等については示されない場合が多い。

2 検査の結果

（検査の観点及び着眼点）

公正取引委員会は、18年 3月に、機構が発注した水門設備工事の入札において談合の疑

いがあるとして、水門設備業者に立入り検査を実施し、19年 3月に、同工事において談合

があったとして、入札に参加した水門設備業者に対し、排除措置命令を行うとともに課徴金

納付命令を行っている。そして、排除措置命令書において、違反行為があったとされる期間

に入札が行われていて、かつ、違反行為の対象となっていたとされている契約の種類及び入

札方法に該当する契約（以下「違反行為対象契約」という。）のうち、違約金条項が付されてい

るものは 6件（契約金額計 55億 9013万余円）となっている。

そして、公正取引委員会は、19年 3月に、免除事業者及び減額事業者からの申出に基づ

き、上記の機構発注の水門設備工事における談合事件（以下「水門談合事件」という。）につい

て、当該事業者名等を公表している。

また、課徴金減免制度は、競争秩序の早期回復を図るために導入された措置であるのに対

し、違約金条項は、談合等により被ることになる損害の早期回復などのために発注者が契約

上付するもので、両者は、それぞれ趣旨・目的が異なるものである。

このような状況を踏まえ、合規性、経済性、効率性等の観点から、水門談合事件に係る違

約金の請求は適切に行われているか、違約金条項は課徴金減免制度の導入を踏まえた適切な

内容となっているかなどに着眼して検査を実施した。

（検査の対象及び方法）

水門談合事件に係る違反行為対象契約において違約金条項が付されていた前記 6件の契約

（契約金額計 55億 9013万余円）を検査の対象とした。
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検査に当たっては、水門談合事件に係る契約について本院が作成及び提出を求めた調書等

を分析するとともに、機構本社において、上記の契約に係る違約金の請求状況等のほか、水

門談合事件後の違約金条項の見直し状況について、会計実地検査を行った。

（本件の検査の背景等については、後掲 945ページの「国及び国が資本金の 2分の 1以上を

出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」参照）

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

検査の対象とした 6件の契約のうち、課徴金算定対象契約は 5件であり、残りの 1件は免

除事業者 1社との契約となっていた（表 1及び表 2参照）。

表 1 課徴金算定対象契約並びに免除事業者及び減額事業者との契約の状況 （単位：件、千円）

区 分
検査対象契約 うち違約金を請求しているもの うち違約金が納

入されているも
の

契約年月 件数 契約金額 件数 契約金額 違約金請求額 件数 収納金額

課徴金算定対象契約
15年12月
～

17年 2月
5 4,434,780 5 4,434,780 443,478 5 443,478

うち減額事業
者 2社注�と
の契約

16年 3月
・

16年10月
2 923,349 2 923,349 92,334 2 92,334

免除事業者 1社
注�との契約 16年10月 1 1,155,357 0 ― ― 0 ―

計 6 5,590,137 5 4,434,780 443,478 5 443,478

注� 減額事業者 2社 JFEエンジニアリング株式会社及び日立造船株式会社
注� 免除事業者 1社 三菱重工業株式会社

表 2 免除事業者との契約の概要 （単位：千円）

契 約 件 名 契約方式 契約年月日 契約金額

徳山ダム利水・水位低下用放流ゲート設備工事 指名競争契約 16年10月18日 1,155,357

課徴金算定対象契約 5件について、機構は、19年 7月に、違約金条項に基づき計 4億

4347万余円の違約金の請求を行い、いずれも請求後一月以内に全額納入されていた。そし

て、この 5件（契約金額計 44億 3478万円）のうち 2件（契約金額計 9億 2334万余円）は減額

事業者 2社との契約に係るもので、納入された違約金は計 9233万余円であった。

一方、上記の減額事業者と同時に名称等が公表された免除事業者との契約 1件（契約金額

11億 5535万余円）については、独占禁止法の改正により課徴金減免制度が導入された 17年

4月より前に締結されたものであり、免除事業者が減額事業者と同様に違反行為を行い機構

が損害を被ることになっていても、機構の違約金条項では、課徴金の納付が免除された場合

には、受注者に対し違約金を請求する場合の条件（以下「請求条件」という。）には該当しない

として、違約金の請求は行っていない。

しかし、受注者が課徴金減免制度の適用を受け、課徴金の納付を免除されても、発注者

は、談合により被った損害について、損害賠償請求等により適切に回復する必要がある。こ

のことに関し、機構は、上記 1件の契約について、別途、損害賠償を請求することを検討中

であるとしている。
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上記について、談合により生じた損害の回復という点からみると、違約金条項は、これを

契約書に付することにより、談合等が発覚した場合に、損害の発生及び損害額の証明を要す

ることなく、あらかじめ約定した一定の額の違約金の請求を行い、収納することを可能とす

るものである。また、違約金条項を付している場合、受注者が談合等を行っていないとして

違約金の支払に応じない場合も、発注者は違約金として請求する額について証明を要しない

ことから、早期に訴訟を提起することが可能となる。一方、違約金条項を契約書に付してい

ない場合、損害を回復するためには損害賠償等を請求することとなるが、損害額の算定が困

難であったり、提訴した場合に裁判が長期化したりなどして、早期かつ確実に損害を回復で

きないおそれがある。

このように、違約金条項は談合等により被った損害の早期回復に資するものであるが、機

構は、独占禁止法の改正を受けて、免除事業者との契約についても違約金を請求できるよう

検討してきたものの、排除措置命令書の違反行為対象契約の中には受注調整が行われていな

い契約が含まれている可能性があるとして、水門談合事件後も工事の契約を多数締結してい

るにもかかわらず、違約金条項の見直しには至っておらず、損害賠償を請求する方針として

いた。しかし、受注調整が行われていない契約が含まれている可能性があることにより受注

者が違約金の請求に応じないおそれがあるにしても、免除事業者は、違反行為の実行として

の事業活動を行ったことにより課徴金を納付すべき事業者とされた者が課徴金の納付を免除

されたもので、個別の契約について受注調整を行っているものがあるのであるから、当該契

約について、違約金条項に基づく速やかな損害の回復ができない状況となっている事態は適

切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、機構において、上記のような事情はあったものの、損

害の速やかな回復に資するための違約金条項の見直しがより重要であることについての認識

が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、機構は、違約金条項の見直しを行い、20年 8月 1

日以降に入札手続を開始する工事の契約から、違約金条項の請求条件に違反行為対象契約に

係る事項を追加するなどして、免除事業者に対しても違約金を請求することができるよう処

置を講じた。
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平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上について

（平成 18年度決算検査報告 597ページ参照）

1 本院が求めた是正改善の処置

（検査結果の概要）

独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）は、愛知用水公団が建設して、昭和 43年に

水資源開発公団（以下「公団」という。）が承継した豊川用水事業に係るダム、堰等の水源、取

水施設及び幹線、支線水路等の施設（以下、これらの施設を「豊川用水施設」という。）を、平

成 15年 10月 1日の設立時に公団から承継して、管理している。

豊川用水施設の管理は、豊川用水施設等に関する施設管理規程等に基づいて行うこととさ

れている。この規程等では、ダム、幹線水路等の農業、水道及び工業用水の共用施設につい

ては機構が自ら管理することとして、支線水路、畑地かんがい施設等の農業用水の専用施設

（以下、これらを「農業専用施設」という。）については、豊川総合用水土地改良区等 4土地改

良区に管理を委託することとしている。

管理を委託している農業専用施設について、公団は、経年劣化等によりその維持管理が土

地改良区の収支を圧迫する要因となっていたことから、昭和 61年度に抜本的対策を検討し

たが、豊川水系が水資源開発水系に指定されていなかったために、施設を改築することはで

きない状況であった。

このため、62年度に愛知県が事業主体となった「県営かんがい排水事業豊川総合用水地

区」が農林水産省国庫補助事業として事業化されて、農業専用施設が順次改築されてきてい

る。そして、事業の実施に当たり、公団、同県及び豊川総合用水土地改良区との間で「豊川

用水施設の改築及び追加工事等に係る県営かんがい排水事業豊川総合用水地区の施行に関す

る協定書・同覚書」（以下「協定」という。）が締結されており、工事完了後の施設は、速やかに

同県から公団に引き継ぐこととされて、その財産権は公団に帰属するとされている。なお、

この協定は、機構設立後も引き続き適用することとされている。

そこで、正確性等の観点から、機構の管理する施設が固定資産として財務諸表に適切に表

示されて、財務諸表の真実性が確保されているかなどに着眼して検査したところ、次のよう

な事態が見受けられた。

� 機構が引き継いだ農業専用施設について

機構は、協定に基づき、平成 15年 10月から 19年 3月までの間に、同県が改築した農

業専用施設を各工事完了後に引き継いでいるが、これらの施設について固定資産として計

上していなかった。

� 公団から機構に承継された農業専用施設について

公団は、協定に基づき、昭和 63年 3月から平成 15年 9月までの間に、同県が改築した

農業専用施設を各工事完了後に引き継いでいたが、これらの施設について固定資産として

計上していなかった。また、公団の解散により、機構に同施設が承継された後も、機構

は、これらの施設について固定資産として計上していなかった。

このような事態が生じているのは、機構において、改築された農業専用施設を固定資産と

して計上すべきであることについての認識が十分でなかったために、無償で取得した固定資
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産について、計上すべき資産の価額及び会計処理方法等が規定されていなかったことなどに

よると認められた。

（検査結果により求めた是正改善の処置）

機構においては、改築された農業専用施設について機構の施設として位置付けていること

から、財務諸表の真実性が確保されるよう、次のとおり、機構の理事長に対して 19年 10月

に、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求めた。

すなわち、機構において、改築された農業専用施設のように無償で取得した固定資産につ

いて

ア 計上すべき資産の価額、会計処理方法等を規定すること

イ 正確な資産の価額を計上した財務諸表を作成すること

2 当局が講じた処置

本院は、機構本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、無償で取得した固定資産について、次のよ

うな処置を講じていた。

ア 会計規程を改正するなどして、無償で取得した資産を公正な評価額で計上することとし

た。

イ 19事業年度決算において、改正した会計規程に基づき正確な資産の価額を計上した財

務諸表を作成した。
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第30 独立行政法人雇用・能力開発機構

不 当 事 項

そ の 他

（852）中小企業基盤人材確保助成金の支給が適正でなかったもの

科 目 一般勘定

部 局 等 7都道府県センター

支給の相手方 8事業主

中小企業基盤人
材確保助成金の
支給額の合計

23,790,163円（平成 17年度～19年度）

不適正支給額 14,690,163円（平成 17年度～19年度）

1 助成金の概要

� 中小企業基盤人材確保助成金

独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「機構」という。）は、雇用保険（前掲 247ページの

「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」参照）で行う事業のうちの雇用安

定事業の一環として、中小企業における良好な雇用の機会の創出の促進を図るために、中

小企業基盤人材確保助成金（以下「助成金」という。）の支給に係る業務を行っている。助成

金は、新たな事業の分野への進出又は事業の開始（以下「新分野進出等」という。）に係る改

善計画を都道府県知事に提出し、その認定を受け、新分野進出等に必要な労働者として、

中小企業者の経営基盤の強化に資する労働者（以下「基盤人材」という。）を雇用保険の一般

被保険者として新たに雇い入れ、又は当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労

働者（以下「一般労働者」という。また、以下、「基盤人材」及び「一般労働者」を合わせて「対

象労働者」という。）を雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れた中小企業者（以下

「事業主」という。）に対して、雇い入れた対象労働者の人数に応じて所定の額を助成するも

のである。

� 助成金の支給

助成金の支給要件は、雇用保険の適用を受けた事業主が実施計画期間
（注 1）

内に対象労働者を

雇い入れたこと、対象労働者がその雇入れ日の前日から起算して過去 3年間に事業主の企

業に勤務したことがない者であることなどとなっている。そして、支給額は、対象労働者

の雇入れの日
（注 2）

から最初の 6か月を第 1期、次の 6か月を第 2期とする各期（以下「支給対象

期」という。）について、対象労働者 1人につき、原則として、基盤人材は 70万円、一般労

働者は 15万円となっている。

助成金の支給を受けようとする事業主は、改善計画の認定を受けた後に、機構の各都道

府県センター（以下「都道府県センター」という。）に対して、新分野進出等に伴う事業の用

に供するための施設等の計画、対象労働者の雇入れ見込数等を記載した実施計画を提出し

て、その認定を受けることとなっている。また、支給対象期の末日の翌日から起算して 1

か月以内に、都道府県センターに対して、施設等の内容及び費用の額、対象労働者の氏名
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等を記載した支給申請書及び所要の添付書類を提出することとなっている。そして、都道

府県センターは、支給申請書等の内容を審査した上、支給決定を行い、これに基づいて助

成金の支給を行うこととなっている。

（注 1） 実施計画期間 改善計画の認定を受けた期間内であり、かつ、実施計画の提出日の翌

日を始期とし、改善計画の認定日の翌日から起算して 1年を限度として実施計画に

おいて定められた期間

（注 2） 対象労働者の雇入れの日 賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃

金締切日の翌日

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、全国 47都道府県センターのうち、13都道府県センターにおいて会計実地検査

を行い、平成 16年度から 19年度までの間に助成金の支給を受けた事業主のうち 114事業

主を選定して、合規性等の観点から、これらの事業主に対する助成金の支給決定が適正に

行われているかに着眼して、事業主から提出された支給申請書等の書類により検査した。

そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該都道府県センターに調査

及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

� 不適正支給の事態

検査の結果、 7都道府県センター管内における 17年度から 19年度までの 8事業主に対

する助成金の支給（支給額 23,790,163円）のうち、14,690,163円が適正に支給されておら

ず、不当と認められる。

上記の不適正支給の主な態様は、過去 3年間に事業主の企業に勤務したことがある者を

対象労働者として申請した事業主に対して支給していたものである。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

A都道府県センターは、事業主 Bから、基盤人材 C及び一般労働者 Dを平成 17年

2月に新たに雇い入れたとする支給申請書等の提出を受けて、これに基づき、助成金

1,700,000円を支給していた。

しかし、実際には、基盤人材 Cは 16年 10月には事業主 Bの企業に勤務していたた

め助成金の対象とはならず、また、これにより一般労働者 Dも助成金の対象とならな

いことから、助成金 1,700,000円全額が適正に支給されていなかった。

このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったため、支給申請書等の記載

内容が事実と相違していたのに、前記の 7都道府県センターにおいて、これに対する調査

確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。

なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執ら

れた。

これらの不適正支給額を都道府県センターごとに示すと次のとおりである。
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都道府県セ
ンター名

本院の調査に
係る事業主数

不適正受給事
業主数

左の事業主に支給
した中小企業基盤
人材確保助成金

左のうち不適正中
小企業基盤人材確
保助成金

千円 千円

東 京 8 1 6,300 2,800

神 奈 川 19 1 1,700 1,700

愛 知 8 2 5,323 2,523

三 重 7 1 2,500 2,500

広 島 12 1 700 700

高 知 7 1 3,066 3,066

鹿 児 島 7 1 4,200 1,400

計 68 8 23,790 14,690
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第31 独立行政法人労働者健康福祉機構

意見を表示し又は処置を要求した事項

交通機関等を利用する職員の通勤手当について、経済的な 6か月定期券の価額に基づ

いて支給するよう是正改善の処置を求めたもの

科 目 （本部勘定）（項）役職員給与

（項）業務諸費

（病院勘定）（項）役職員給与

（項）業務諸費

部 局 等 独立行政法人労働者健康福祉機構

交通機関等に係
る通勤手当の概
要

職員給与規程等に基づき、交通機関等を利用する職員に通勤手当を支

給するもの

交通機関等を利
用する職員に支
給した通勤手当
の額

9億 4616万余円（平成 18、19両年度）

上記のうち節減
できた通勤手当
の額

3856万円

【是正改善の処置を求めたものの全文】

交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について

（平成 20年 10月 22日付け 独立行政法人労働者健康福祉機構理事長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 通勤手当の概要

� 貴機構における通勤手当の概要

貴機構は、職員給与規程（平成 16年規程第 6号）、通勤手当の支給に関する達（平成 16年達

第 19号）等（以下、これらを合わせて「給与規程等」という。）に基づき、職員に給与として

基本給及び諸手当を支給している。諸手当のうち通勤手当は、通勤のため交通機関又は有

料の道路（以下、これらを合わせて「交通機関等」という。）を利用して運賃又は料金（以下、

これらを合わせて「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員に支給するなどとし

ており、通勤手当の月額は、 1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等

相当額」という。）等となっている。

そして、運賃等相当額の算定は次のようにすることとされている。

� 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用

する区間については、通用期間 1か月の定期券の価額

� �に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的
かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤 21回分（交替勤務に従事する職員に
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あっては、平均 1か月当たりの通勤所要回数分）の運賃等の額（以下、�の定期券の価額
と�の運賃等の額を合わせて「 1か月定期券の価額等」という。）

また、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）によれば、独

立行政法人は適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならないこととされ

ており、給与の支給の基準は社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければな

らないことなどとされている。

� 国における通勤手当に関する人事院規則等改定の経緯

人事院は、平成 15年 8月に、国会及び内閣に対して、従来、 1か月定期券の価額を基

礎として決められていた国家公務員の通勤手当について、民間の過半の事業所が 6か月定

期券等の最も割安な定期券の価額を基礎として通勤手当を支給している実態を踏まえて、

公務においても、低廉な定期券の価額により一括支給するよう改めることとする旨の給与

改定に関する勧告等を行った。国は、これを踏まえて、同年 10月及び 12月に、一般職の

職員の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号。以下「給与法」という。）及び人事院規則

9―24（通勤手当）についてそれぞれ所要の改正を行っている。

そして、16年 4月から、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認め

られる交通機関等を利用する区間について、 1か月定期券の価額から当該交通機関等で発

行されている定期券の通用期間のうち 6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する

期間の定期券（以下「 6か月定期券」という。）の価額を基にすることに改めて通勤手当を支

給している。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、運賃等相当額が最も経済的かつ合理的であると認められる

ものとなっているかなどに着眼して、貴機構において会計実地検査を行った。そして、18、

19両年度に交通機関等を利用する職員（以下「交通機関等利用職員」という。）に支給した通勤

手当 9億 4616万余円を対象として、通勤届等の書類により検査した。

（検査の結果）

検査したところ、貴機構は、交通機関等利用職員について、 6か月定期券の価額を基にし

て通勤手当を支給した場合に、年度途中の採用、退職、転勤等による返納措置等が発生する

など事務手続が煩雑になるなどの理由から、 1か月定期券の価額等を運賃等相当額として通

勤手当を支給していた。

しかし、国は、経済的な定期券である 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給してお

り、他の独立行政法人も、国の給与法等の改正に倣って通勤手当に係る関係規程等について

所要の改正を行った上で、同様に 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している。

そして、 6か月定期券の価額を基に支給する場合の方が経済的であるのに、 1か月定期券

の価額を基に支給していた事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

貴機構は、職員 Aの通勤手当を、 1か月定期券の価額を基に月額 19,250円として、平

成 18、19両年度に計 462,000円を支給していた。

しかし、通勤手当の支給額を 1か月定期券の価額ではなく、 6か月定期券の価額 93,750

円を基に支給したとすれば、支給額の計は 375,000円となり、実際の支給額に比べて
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87,000円節減できたと認められる。

そして、18、19両年度で通勤経路等に変更がなかった交通機関等利用職員 1,537人に支給

した通勤手当 5億 1853万余円について、 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給したと

すれば、開差額を生じた 1,180人に係る通勤手当は、18、19両年度計 4億 4910万余円が計

4億 1054万余円となり、計 3856万余円が節減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のように、国及び他の独立行政法人において経済的な 6か月定期券の価額に基づいて

通勤手当を支給しているのに、機構において事務手続が煩雑となるなどの理由で、 1か月定

期券の価額等を基に通勤手当を支給している事態は適切とは認められず、是正改善を図る要

があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、機構において、通則法の規定や 16年 4月以降の国及

び他の独立行政法人における通勤手当の支給の動向に対する認識が十分でなく、事務手続が

煩雑になるなどの理由により給与規程等を見直していないことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

貴機構においては、今後も引き続き多額の通勤手当を支給することが見込まれることか

ら、その支給に当たっては、国及び他の独立行政法人における通勤手当の支給の動向を把握

するとともに、給与の支給基準は社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければ

ならないとしている通則法の趣旨を踏まえる必要があると認められる。

貴機構は、本院の指摘に基づき、 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給するため 20

年 9月に給与規程等を改正したところであるが、実施に当たっては、給与システムの改修等

の所要の準備を的確に進める必要がある。

ついては、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等

を利用する区間については、経済的な 6か月定期券の価額に基づく通勤手当を支給すること

を確実に行うよう是正改善の処置を求める。
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第32 独立行政法人国立病院機構

不 当 事 項

予 算 経 理

（853）診療収入の収納事務の体制等が適切でなく、病院の収入となるべき現金が領得される

など会計経理が著しく適正を欠いているもの

科 目 医業収益

部 局 等 独立行政法人国立病院機構沼田病院

不適正な会計経
理の内容

会計窓口で診療に要した費用として納入される現金の収納事務

領得されるなど
した診療収入の
額

25,424,111円（平成 16年度～19年度）

1 現金収納事務の概要

独立行政法人国立病院機構（以下「機構」という。）沼田病院（以下「沼田病院」という。）は、が

ん及び循環器疾患に係る高度な医療を推進するとともに、巡回診療の実施等によるへ
�

き
�

地診

療の充実強化を図っている。

沼田病院においては、独立行政法人国立病院機構会計規程（平成 16年規程第 34号）及び独立

行政法人国立病院機構収入管理事務要領（平成 16年要領第 6号）（以下、これらを「会計規程等」

という。）に基づき、経理責任者は病院長、収納管理者は事務長（平成 19年 3月 31日以前は

企画課長）とされており、経理責任者は診療収入等の現金収納事務を行う収納担当者を指名

することとされている。そして、会計規程等によると、経理責任者は、収納担当者の事務の

取扱いについて、過誤又は不祥事が発生しないように常に指導監督することとされており、

また、収納管理者は、収納担当者の窓口収納分について、毎日、現金、領収証控等の点検を

行うこととされている。

沼田病院においては、会計窓口で診療に要した費用として納入される現金の収納に当た

り、費用の算定、収納した現金に係るデータ（以下「収納データ」という。）の登録等のために

使用するコンピュータシステム（以下「医事会計システム」という。）により出力した領収証を

患者に交付するとともに、その控えを収納の事実を確認する証拠書類として保管している。

そして、領収証の出力後に請求内容に誤りなどがあった場合は、診療費の算定を担当する者

が、当該領収証に係る収納データを削除することとしている。

また、収納担当者は、会計窓口の現金収納事務の終了後、医事会計システム等から当日の

収納データの一覧表等（以下「入金額チェックリスト」という。）を出力して、現金及び領収証

控と突合することにより、会計窓口で収納した現金の額を確認することとされており、さら

に、収納管理者はそれらの事務を点検することとされている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、20年 5月に、機構理事長から会計検査院法第 27条の規定に基づく報告を受け
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た。報告の内容は、沼田病院に勤務する派遣職員（16年 4月から 18年 6月までは委託職

員。以下「派遣職員 A」という。）が、16年 4月から 20年 1月までの間に、請求内容に誤り

などがないにもかかわらず、医事会計システムに入力された外来患者分の収納データ等を

不正に削除するなどして、当該収納データ等に係る金額に相当する現金を領得していたと

するものであった。

これを受けて、本院は、合規性等の観点から、上記の報告内容について確認を行うとと

もに、現金収納事務等の体制が適切であったかなどに着眼して、領収証控と収納データと

を突合したり、会計窓口での現金収納事務等の実態を調査したりするなどの方法により会

計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査の結果、本院は、次表のとおり、16年 4月から 20年 1月までの間に不正に削除さ

れるなどした収納データ等に係る診療収入計 1,515件、25,424,111円が派遣職員 Aに領得

されるなどしていたことを確認した。

表 派遣職員 Aに領得されるなどした診療収入

項 目 平成 16年度 17年度 18年度 19年度 計

件 数 294件 270件 410件 541件 1,515件

金 額 6,239,176円 6,485,465円 7,116,730円 5,582,740円 25,424,111円

そして、沼田病院における現金収納事務及び収納現金の確認業務の体制について、次の

ような事態が見受けられた。

ア 現金収納事務

沼田病院は、経理責任者が派遣職員 Aを 16年 4月に収納担当者に指名して、16年 4

月から 18年 6月までの間は、会計窓口での現金収納事務をすべて派遣職員 Aに行わせ

ていた。そして、18年 7月以降は、派遣職員 Aを現金収納事務に従事しないこととし

たにもかかわらず、昼休みの時間に会計窓口での現金収納事務を行わせるなどしてい

た。さらに、医事会計システムに接続するためのパスワードが一度も更新されなかった

こともあり、派遣職員 Aは、現金収納事務に従事しないこととなった 18年 7月以降に

おいても、医事会計システムに接続することが可能な状況であった。

一方、収納管理者は、毎日行うこととされている現金、領収証控等の点検を怠り、ま

た、経理責任者も、過誤又は不祥事が発生しないように指導監督を十分行っていたとは

認められない状況であった。

イ 収納現金の確認業務

会計窓口の現金収納事務の終了後における収納現金の確認業務についても、前記の現

金収納事務と同様に、16年 4月から 18年 6月までの間は、派遣職員 Aが 1人で行って

おり、18年 7月以降は他の職員が同業務を担当することとなったが、収納現金の確認

に当たっては、入金額チェックリストとの突合しか行わず、領収証控との突合は全く

行っていなかった。

上記の事態は、現金収納事務及び収納現金の確認業務の体制が適切でなく、病院の収入

となるべき現金 25,424,111円が派遣職員 Aによって領得されるなど、会計経理が著しく

適正を欠いていて、不当と認められる。
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このような事態が生じていたのは、派遣職員 Aが不正な行為を行うなどしているの

に、沼田病院において、収納管理者が会計窓口で収納した現金や領収証控等の点検を十分

に行っていなかったこと、経理責任者の指導監督が十分でなかったこと、また、機構にお

いて内部監査等が十分でなかったことなど、内部統制が機能していなかったことなどによ

ると認められる。
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第33 独立行政法人中小企業基盤整備機構

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

自動車運行管理業務契約等における労務費の算定に当たり、給与額等の算出の基礎と

なる実労働時間の取扱いを適切に定めるとともに、健康保険料等の事業主負担額の算

出を適切なものとするよう改善させたもの

科 目 （一般勘定） 経営基盤強化業務費等

（産業基盤整備勘定） 一般管理費

（施設整備等勘定） 経営基盤強化業務費等

（小規模企業共済勘定） 経営環境対応業務費等

（中小企業倒産防止共済勘定） 経営環境対応業務費等

（工業再配置等業務特別勘定） 産業用地業務費等

（産炭地域経過業務特別勘定） 産業用地業務費等

（出資承継勘定） 一般管理費

部 局 等 独立行政法人中小企業基盤整備機構本部、 9支部、 7中小企業大学

校、 3開発所

契 約 名 自動車運行管理業務、経理関係資料等作成業務、共済制度に係る電話

応答業務等 58契約

契 約 の 概 要 自動車運行管理業務、経理関係資料等作成業務、共済制度に係る電話

応答業務等について業者に請け負わせて実施しているもの

給与月額、健康
保険料等の事業
主負担額等の積
算額

11億 4564万円（平成 18、19両年度）

低減できた給与
月額、健康保険
料等の事業主負
担額等の積算額

8557万円（平成 18、19両年度）

1 契約の概要

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の本部、 9支部、 9中小企業大

学校及び 3開発所
（注 1）
（以下、 9支部、 9中小企業大学校及び 3開発所を「支部等」という。）は、

清掃、警備、自動車運行管理、経理関係資料等作成、共済制度に係る電話応答等の各業務を

業者とそれぞれ契約を締結して多数実施している。

本部、支部等は、前記清掃、警備等の各業務の契約に係る予定価格の積算に当たり、刊行

物である積算参考資料に掲載されている労務単価を基に労務費を算定している。また、積算

参考資料に労務単価が掲載されていない自動車運行管理、経理関係資料等作成、共済制度に

係る電話応答等の各業務の予定価格の積算に当たっては、平成 18年度の契約については、

本部、支部等が、それぞれ賃金構造基本統計調査報告（以下「賃金センサス」という。）等を基

に、給与額及び賞与額を算出するなどして労務費を算定している。そして、本部は、契約の

目的となる役務について取引の実例価格をより的確に反映するため、19年 3月に経理関係
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資料等作成業務等について、同年 5月に自動車運行管理業務について、賃金センサスを基に

労務費の積算方法をそれぞれ定めて、これを支部等に通知しており、本部、支部等は、19

年度の契約からこれらの通知を基にするなどして、次のとおり労務費の積算を行っている。

� 賃金センサスに基づく所定内給与額
（注 2）

を所定内実労働時間数
（注 3）

で除して時間単価を算出した

上で、これに各契約の仕様書等の内容に応じた実労働時間を乗じて給与月額を算出する。

また、これに賞与の支給月数を乗じた年間の賞与額を 12で除して月額換算した賞与額（以

下「賞与月額」という。）を算出する。

� 上記の給与月額及び賞与月額に基づき標準報酬月額及び標準賞与額を算出して、これら

に一定の保険料率を乗ずるなどして、健康保険料、厚生年金保険料及び介護保険料等（以

下「健康保険料等」という。）の事業主負担額等を算出する。

� �で算出した給与月額及び賞与月額と�で算出した健康保険料等の事業主負担額等を合

計して月額の労務費を算定する。

（注 1） 9支部、 9中小企業大学校及び 3開発所 北海道、東北、関東、中部、北陸、近畿、

中国、四国、九州各支部、中小企業大学校旭川、仙台、三条、東京、瀬戸、関西、

広島、直方、人吉各校及び常磐、足利、新潟各開発所

（注 2） 所定内給与額 事業所の就業規則等で定められた支給条件及び算定方法によって支給

された基本給及び超過労働給与額を含まない諸手当

（注 3） 所定内実労働時間数 事業所の就業規則等で定められた所定労働日における始業時刻

から終業時刻までの時間において実際に労働した時間数

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、本部、東北、関東両支部及び中小企業大学校仙台校において、経済性等の観点か

ら、賃金センサスを基に積算している労務費の算定が業務の実態等を反映した適切なものと

なっているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本部、支部等が 18、19両年

度に締結した契約 69件、支払額計 13億 6226万余円を対象として、契約書等の書類を確認

するなどして検査した。

（検査の結果）

検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。

ア 本部、 5支部、 2中小企業大学校及び 2開発所
（注 4）

は、18、19両年度の自動車運行管理業

務契約 15件、共済制度に係る電話応答業務契約等 4件、計 19件において、仕様書で定め

た業務従事時間を実労働時間として、これに時間単価を乗ずるなどして給与月額を算出し

ていた。

しかし、この時間単価は、賃金センサスの所定内給与額を休憩時間を含まない所定内実

労働時間数で除したものである。また、本部の自動車運行管理業務等について業務従事時

間の実態を調査したところ、おおむね 1時間程度の休憩を交代でとっている状況となって

いた。したがって、上記の業務従事時間から休憩時間を控除したものを実労働時間とし

て、これに時間単価を乗じて給与月額を算出すべきであった。

（注 4） 5支部、 2中小企業大学校及び 2開発所 北海道、東北、中部、四国、九州各支部、

中小企業大学校東京、瀬戸両校及び常磐、新潟両開発所

第
3
章

第
2
節

第
33

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

― 864 ―



イ 本部及び中小企業大学校旭川、東京両校は、18年度の自動車運行管理業務契約等 6件

（アの 19件中 3件を含む。）において、標準報酬月額と標準賞与額の両方にそれぞれ保険料

率を乗ずるなどして健康保険料等の事業主負担額等を算出していた。

しかし、算出に用いた上記の標準報酬月額は、給与月額に賞与月額を加えた額を基にし

て算出されていたため、賞与に係る健康保険料等の事業主負担額が重複して計上されてい

た。

また、本部が 19年に支部等に発した前記の通知において、上記と同様の算定方法を示

すなどしたため、本部、 9支部、 6中小企業大学校及び 3開発所
（注 5）

は、19年度の自動車運

行管理業務契約等 50件（アの 19件中 14件を含む。）において、上記と同様に、賞与に係る

健康保険料等の事業主負担額を重複して計上していた。

このように、労務費が主体となる契約の予定価格の積算に当たって、休憩時間を含めずに

算出した時間単価に休憩時間を含めた業務従事時間を乗じて給与月額を算出したり、賞与に

係る健康保険料等の事業主負担額を重複して計上したりしていたことは適切とは認められ

ず、改善の必要があると認められた。

（注 5） 9支部、 6中小企業大学校及び 3開発所 北海道、東北、関東、中部、北陸、近畿、

中国、四国、九州各支部、中小企業大学校三条、東京、瀬戸、関西、直方、人吉各

校及び常磐、足利、新潟各開発所

（低減できた労務費の積算額）

業務従事時間から休憩時間を控除した実労働時間により給与月額を算出することに改める

とともに、重複していた賞与に係る健康保険料等の事業主負担額の積算を適切なものに改め

て、前記アとイの延べ 75件の契約から重複する 17件を除いた 58件の契約に係る給与月

額、健康保険料等の事業主負担額等 11億 4564万余円を修正計算すると、10億 6006万余円

となり、労務費の積算額を 8557万余円低減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、本部及び支部等において、給与月額の算出の基となる

実労働時間の取扱いに対する認識及び健康保険料等の事業主負担額の算出についての理解が

十分でなかったことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、機構は、労務費が主体となる契約の予定価格の積算

を適切に行うよう次のような処置を講じた。

ア 本部において、給与月額の算出に当たっては、休憩時間を控除した実労働時間を用いる

こととする取扱いを定めるとともに、健康保険料等の事業主負担額を重複して計上しない

よう積算方法を改正して、20年 8月以降に締結した契約から改めた。

イ 20年 9月に、上記の積算方法を支部等に通知するとともに、同年 10月に、本部及び支

部等の契約担当者等に対して研修を実施するなどして、積算方法について周知徹底を図る

こととした。
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平成 18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資している第三セクターに対する出資の管理

及び支援等について

（平成 18年度決算検査報告 606ページ参照）

1 本院が表示した意見

（検査結果の概要）

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、平成 16年 7月に、独立行政

法人中小企業基盤整備機構法（平成 14年法律第 147号）等に基づき、中小企業総合事業団、地

域振興整備公団及び産業基盤整備基金の 3法人の業務の一部を統合再編して設立され、中小

企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資等の事業を行っ

ている。そして、出資事業の中には、駐車場、多目的ホールなどの商業活性化施設や情報提

供等の機能を備えた産業支援施設の整備等を目的として、地方公共団体の出資又は拠出に係

る法人（以下「第三セクター」という。）に対して出資を行っている。これらの第三セクター

116社のうち、会社の議決権の過半数を所有している会社又は会社の議決権の 100分の 20

以上を実質的に所有していて、出資、人事、資金等の関係を通じて財務及び営業の方針決定

に対して重要な影響を与えることができる会社（以下「関係会社」という。）101社に対する払

込出資額は統合再編前には 565億 4510万円であった。しかし、その後、経営の悪化等によ

り純資産額が減少したため、19年 3月末には 434億 7928万余円に減少している。

そこで、経済性、有効性等の観点から、関係会社の事業は、出資目的に沿って実施されて

いるか、また、出資金の管理を適切に行っているかなどに着眼して検査したところ、多くの

関係会社の経営状況は良好とはいえず、中には事業継続が困難となって清算に追い込まれた

り、出資等の目的に沿った事業運営が行われていなかったりしているところなどもあった。

このような中で、機構における出資先の管理状況についてみると、組織として情報を共有

して、有効な経営支援を行えるような体制を整備していなかったり、支部等とのネットワー

クが活用されていなかったりしていた。また、機構と地方公共団体との連携が十分でない事

態も見受けられて、これらについて改善の要があると認められた。

このような事態が生じていたのは、経済の長期低迷や地方公共団体の財政悪化に伴う第三

セクターへの支援の縮小等により関係会社の経営状況が悪化してきたことなどにもよるが、

機構において、次のことによると認められた。

ア 関係会社の経営状況を適時適切に把握して、管理方針を策定するための統一的な基準が

ないことや、関係会社の管理に関する業務について本部と支部等が情報を共有した上で支

部等を十分活用する業務体制となっていなかったこと

イ 関係会社に対して、経営アドバイザー等を派遣するなどの経営支援等が十分になされて

いなかったこと

ウ 出資目的に沿った事業運営が行われていなかったり、経営不振に陥っていたりしている

関係会社についての支援や、出資金の回収に向けた地方公共団体等の関係機関との協議が

十分行われていなかったこと
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（検査結果により表示した意見）

関係会社に対する出資金の管理や事業の支援が適切に行われるよう、次のとおり、機構の

理事長に対して 19年 10月に、会計検査院法第 36条の規定により意見を表示した。

ア 関係会社の経営状況を適時適切に把握するために、会社の事業の進ちょく状況、決算状

況等の把握及び株式の処分等について定めた統一的な管理基準を整備した上で、各会社の

管理方針を策定して支援や管理を行うとともに、支部等とのネットワークを十分活用でき

るような業務体制を整備すること

イ 関係会社の経営の健全化を図り出資等の目的を達成するために、関係会社に対して、経

営アドバイザーを派遣するなどの経営支援等を積極的に行うこと

ウ 出資目的に沿った事業運営が行われていなかったり、経営不振に陥っていたりしている

関係会社については、経営健全化等に関する計画を策定させて、その進ちょく状況に応じ

た支援等を実施すること、その結果、改善が困難である又は出資を継続していく意義が乏

しいと見込まれる場合には、地方公共団体等の関係機関と十分協議の上、出資金の回収に

向けた管理を行っていくこと

2 当局が講じた処置

本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、機構は、本院の指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 関係会社の経営状況の把握、支部等との情報の共有、株式処分の基準や手続等を定めた

統一的な管理基準として出資先第三セクターに係る出資金管理要領を策定した。そして、

この管理要領に基づき、出資先の関係会社ごとに管理方針を策定するとともに、管理に必

要な情報を記載した管理シートを作成して、本部と支部等との情報の共有を促進した。そ

して、上記で定めた管理方針に基づき、地方公共団体や関係会社を訪問して、経営状況に

関するヒアリングや管理方針の説明を行っている。

また、これまで本部で一括して行うこととしていた地方公共団体や関係会社との情報交

換や協議等に支部等が関与する体制を整備して、支部等のネットワークを活用している。

イ 経営支援アドバイザーを派遣しやすい体制を整備するなどして経営支援アドバイザーの

派遣回数を従来に比べて増やしたり、実質的に一部の出資事業に限定されていた経営アド

バイザーを他の出資事業にも派遣したりしている。

ウ 経営不振に陥っている関係会社の経営健全化等に関する計画を策定させるとともに、そ

の進ちょく状況に応じた支援等を実施したり、地方公共団体と協議を行い、減資を実施し

て繰越欠損金の解消を図ったりするなどしている。また、地方公共団体から関係会社に対

する補助金や助成金の制度整備、維持又は増額等の必要な措置について地方公共団体との

間で協議を行った。

また、改善が困難で出資を継続する意義が乏しいと見込まれる関係会社については、清

算、破産手続を行ったり、地方公共団体への株式の譲渡による整理を行ったりした。
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第34 独立行政法人都市再生機構

意見を表示し又は処置を要求した事項

緊急連絡員業務及び管理連絡員業務の委託契約における経費の算定に当たり、委託先

の職員の直接経費を算出してこれに経費率を乗ずるなど業務の実態を反映した適切な

ものとするよう是正改善の処置を求めたもの

科 目 （都市再生勘定）（項）賃貸住宅業務費

部 局 等 独立行政法人都市再生機構本社、 7支社

契 約 名 緊急連絡員業務、管理連絡員業務

契 約 の 概 要 団地の居住者の中から連絡員を採用して、緊急事故の発生時に報告を

行わせたり、居住者に対する機構からの文書の配布を行わせたりする

などの業務

契約の相手方 財団法人住宅管理協会

契 約 平成 18年 4月、19年 4月 随意契約

委託費支払額 10億 5240万余円（平成 18、19両年度）

上記のうち協会
経費の支払額

1億 3255万余円

節減できた支払
額

2792万円（平成 18、19両年度）

【是正改善の処置を求めたものの全文】

緊急連絡員業務及び管理連絡員業務の委託契約における経費の算定について

（平成 20年 10月 22日付け 独立行政法人都市再生機構理事長あて）

標記について、会計検査院法第 34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

記

1 連絡員委託業務の概要

� 団地管理業務の概要

貴機構は、昭和 30年代から大都市地域その他の都市地域において健康で文化的な生活

を営むに足りる良好な居住環境等を有する賃貸住宅等を平成 19年度末現在で 1,811団

地、約 77万戸供給して管理している。これらのうち、県の住宅供給公社等に管理委託し

ているものを除いた 1,692団地、約 74万戸の管理について、貴機構の 7支社
（注）

（以下「 7支

社」という。）は、全国に 26か所の住宅管理センターを設置して、現地管理の拠点としての

業務を行わせている。そして、戸数規模が 200戸以上の団地には、管理サービス事務所を

設置しているが、事務所が閉鎖している夜間、休日等の業務時間外の対応をするため居住

者である緊急連絡員を配置している。また、管理サービス事務所が設置されない小規模な

団地については、居住者に対して貴機構からの文書の配布等を行うため居住者である管理

連絡員を配置している（以下、両者を合わせて「連絡員」という。）。
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� 連絡員委託業務について

7支社は、緊急連絡員業務及び管理連絡員業務（以下、両者を合わせて「連絡員委託業

務」という。）を、それぞれ随意契約により、財団法人住宅管理協会（以下「協会」という。）に

委託して実施している。そして、連絡員委託業務は、連絡員が行う業務とは別に協会職員

が自ら行う連絡員の募集、採用や、採用後の連絡員に対する研修、指導監督等の業務（以

下「協会職員業務」という。）が含まれている。

� 連絡員委託業務の委託費の算定について

連絡員委託業務の委託費は、「緊急連絡員業務委託料算定基準（平成 16年 7月住宅経営部

長通知）」及び「管理連絡員業務委託料算定基準（平成 16年 7 月住宅経営部長通知）」（以下、両

者を合わせて「算定基準」という。）に基づいて算定することとなっている。この算定基準に

よれば、委託費の額は、連絡員へ支払われる報酬額と協会職員が協会職員業務を行うため

に必要な経費（以下「協会経費」という。）との合計額とすることとなっている。そして、協

会経費は、連絡員の報酬額に所定の経費率を乗ずるなどの方法により算出することとなっ

ている。

貴機構における連絡員委託業務の支払額は、18年度 5億 2770万余円、19年度 5億

2470万余円、計 10億 5240万余円となっており、このうち協会経費に係る支払額は、18

年度 6661万余円、19年度 6593万余円、計 1億 3255万余円となっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、 7支社において、経済性等の観点から、連絡員委託業務の契約における協会経費

の算定は業務の実態を反映したものとなっているかなどに着眼して会計実地検査を行った。

そして、 7支社が 18、19両年度に実施している緊急連絡員業務の契約 45件、管理連絡員業

務の契約 45件、計 90件を対象として、契約書、仕様書等の書類、協会職員業務の実施状況

等を検査した。

（検査の結果）

検査したところ、協会職員業務について、次のような事態が見受けられた。

� 協会職員業務の実態について

協会職員業務の実態は、次のとおりであった。

ア 募集、採用業務は、連絡員（定数 18年度 1,484人、19年度 1,496人）に欠員が生じた

場合にその補充をするもので、募集対象は欠員が生じた団地の居住者に限定されてい

て、年間における採用者数は、18年度 108人、19年度 97人で、 1住宅管理センター当

たりの平均採用者数は 18年度 4.1人、19年度 3.7人であった。そして、その業務内容

は、応募者の面接をしたり、新規の採用者に連絡員の業務に係るハンドブックを手渡す

などして連絡員の業務内容を説明したりするもので、採用者 1人当たりに要する時間は

3時間程度であった。

イ 研修業務は、各住宅管理センターが、連絡員を集めて集合研修を行うなどするもの

で、これに要する日数は、研修の企画、準備を含めて 1住宅管理センター当たり年間 4

日間程度であった。

ウ 指導監督業務は、ほとんどの連絡員が交代することなく継続して業務を実施している

ことなどから、頻繁に行われるものではなく、業務の制度変更、連絡員からの相談等が
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あった場合に必要に応じて行っている。そのため緊急連絡員に対しては 3か月に 1回程

度、管理連絡員に対しては 1か月に 1回程度の頻度で実施している状況であった。

エ 物件費に相当するものとして、集合研修に出席した連絡員の交通費等に要する費用が

あった。

このように、協会職員業務については、その業務の実態から業務量が把握でき人件費及

び物件費からなる直接経費の算出が可能であると認められる。

� 協会経費の算定方法について

貴機構は、連絡員委託業務の契約に当たり、連絡員の報酬額に 16パーセントの経費率

を乗ずるなどの方法で協会経費を算定して、この額を協会職員の人件費及び物件費からな

る直接経費並びに諸経費に充てることとしていた。

しかし、貴機構は連絡員委託業務以外にも協会に業務を委託していて、これらに係る委

託費の算定方法をみると、当該委託業務を実施するために必要な直接経費を算出した上

で、この直接経費に 16パーセントの経費率を乗じて算出した諸経費を加算するなどして

いた。このため、本件連絡員委託業務の契約においても、協会経費の算定に当たっては、

協会職員業務の実態から直接経費を把握して、同様の算定方法によるべきであると認めら

れる。

上記の�及び�により、協会職員業務の実態を踏まえて直接経費を算出した上で、この直

接経費に 16パーセントの経費率を乗じて算出した諸経費を加算して委託費を算定する方法

により修正計算すると、協会経費は、18年度 5270万余円、19年度 5192万余円、計 1億

0463万余円となり、前記の支払額との差額 18年度 1390万余円、19年度 1401万余円、計

2792万余円を節減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のように、連絡員委託業務の契約に当たり、協会職員業務に係る人件費及び物件費の

実態を調査して直接経費を算出することなく、連絡員の報酬額に経費率を乗じて得られた額

を協会経費として算定しているのは適切とは認められず、是正改善を図る要があると認めら

れる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴機構において、連絡員の募集、採用、連絡員への研

修、指導監督の協会職員業務の実態を十分把握していなかったこと、また、適切な協会経費

の算定に関する認識が十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

現在、貴機構は、19年 12月 24日に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画におい

て、「関係会社等との随意契約について、原則すべて競争性のある契約方式への移行を図

る。」とされたことを受けて、現地管理業務全般について抜本的な見直しを行い、原則すべて

の業務の競争化を検討していて、21年度から段階的に実施することとしている。

さらに、貴機構は、賃貸住宅等の管理の一環として今後も引き続き、居住者の利便性向

上、安全・安心の確保、団地の付加価値向上等を目的として、連絡員を配置する管理体制を

継続して、中期計画を踏まえた経営改善に向けた取組の中で、賃貸住宅の管理コストの削減

等を実施することとしている。
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ついては、貴機構において、連絡員委託業務の契約に係る協会経費については、その業務

の実態等を十分調査して、これらの結果に基づいた算定方法に改めるなどの所要の措置を講

ずるよう、是正改善の処置を求める。

（注） 7支社 東日本、千葉地域、神奈川地域、埼玉地域、中部、西日本、九州各支社
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第35 独立行政法人奄美群島振興開発基金

不 当 事 項

貸 付 金

（854）観光関連産業振興資金の貸付けが不当と認められるもの

科 目 貸付金

部 局 等 独立行政法人奄美群島振興開発基金本部

貸付けの根拠 奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）

貸付金の種類 観光関連産業振興資金

貸付けの内容 船舶のエンジンを購入するために必要な資金の貸付け

貸 付 先 遊漁船業等を営む者

貸 付 金 額 6,100,000円

不当貸付金額 6,100,000円

1 貸付金の概要

独立行政法人奄美群島振興開発基金（以下「基金」という。）は、奄美群島振興開発特別措置

法（昭和 29年法律第 189号）に基づき、奄美群島（鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。）に

おいて奄美群島振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者で銀行等の金融機関から

資金の融通を受けることが困難な者等に対して、事業資金を貸し付けている。

この貸付けに当たり、借入者は、借用証書の特約条項等により、貸付対象事業を借入金受

領後 6か月以内に完成させて、速やかに融資対象事業完了報告書（以下「完了報告書」とい

う。）を基金に提出することとなっている。一方、基金は、融資対象事業完成の確認事務取扱

要領により、 1件 500万円以上の貸付金について、当該貸付後における資金使途を実地確認

することとなっている。

基金は、平成 18年 6月に、遊漁船業等を営む個人に対して船舶のエンジンを購入するた

めに必要な資金 6,825,000円（貸付対象事業費同額）の一部として、観光関連産業振興資金

6,100,000円を年利率 2.05％、貸付期間 6年 6か月で貸し付けていた。

2 検査の結果

本院は、基金本部において会計実地検査を行った。そして、上記の貸付けについて、合規

性等の観点から、貸付対象事業が適正に実施されているかなどに着眼して、借用証書、借入

申込書等の書類により検査するとともに、現地に赴いて当該事業の実施状況を調査した。

検査したところ、本件貸付対象事業の完了報告書が事業完成期限（18年 12月）を大幅に超

えた 20年 3月の会計実地検査時点においても提出されておらず、また、基金は前記の要領

に定められた実地確認を実施していなかった。そこで、現地で本件貸付対象事業の実施状況

を確認したところ、借入者は貸付対象事業であるエンジンの購入を行っていなかった。

このような事態が生じていたのは、基金において、長期にわたり完了報告書が提出されて

いないにもかかわらず貸付対象事業の実施状況の確認が適切でなかったことによると認めら

れる。
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したがって、本件貸付金 6,100,000円は、貸付対象事業が実施されておらず、不当と認め

られる。

なお、本件不当貸付金残高 4,690,000円については、20年 7月までに繰上償還された。 第
3
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第36 独立行政法人日本原子力研究開発機構

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

一般競争契約によるリース契約の締結に当たり、公正性及び透明性を確保するととも

に競争の利益を享受するため、リース物件の納入業者及び調達価格をあらかじめ決定

することなく入札に付するよう改善させたもの

科 目 工具・器具・備品

ソフトウェア

部 局 等 独立行政法人日本原子力研究開発機構

契 約 の 概 要 コンピュータ、プリンタなどをリース契約により調達するもの

検査対象とした
リース契約の件
数及び総額

154件 17億 6721万余円（平成 18、19両年度）

競争性等が十分
確保されていな
いと認められた
リース契約の件
数及び総額

105件 5億 0721万円（平成 18、19両年度）

1 リース契約の概要

独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は、契約事務規程（平成 17年 17

（規程）第 70号）に基づき、コンピュータ、プリンタなどをリース契約によって調達している。

機構は、一般競争契約によりリース契約を締結する場合には、リース物件の調達価格とそ

の取得に要する資金コスト、税金、保険料等（以下「附帯費用」という。）との合計額を基に算

定した月額リース料を入札させることとしている。そして、機構は、本部の契約統括部署か

らの事務連絡（平成 18年 2月発出）に基づき、本部、各事業所等の契約担当部局において、全

リース期間のリース料の総額の予定金額（予算上の見積額）が、「政府調達に関する協定」（平

成 7年条約第 23号）の適用対象となる場合の基準額（平成 18、19両年度においては 1600万

円。以下「基準額」という。）以上と未満とで区分し、原則として次のような方式により入札を

実施していた。

� リース料の総額の予定金額が基準額以上のとき

機構が、リース物件の性能、数量等を仕様書で定めて、入札参加者は、自らの責任にお

いて仕様に合ったリース物件を調達することを前提として、月額リース料を入札する（以

下、この方式を「一括入札方式」という。）。

� リース料の総額の予定金額が基準額未満のとき

機構が、リース物件の性能、数量等を定めた後、リース物件の調達価格について複数の

業者から見積書を提出させて見積合わせを行い、納入業者及び調達価格をあらかじめ決定

して、その納入業者及び調達価格によりリース物件を調達することを入札説明書において

入札参加者に周知する。そして、入札参加者は、上記の条件を前提として、月額リース料

を入札する（以下、この方式を「見積入札方式」という。）。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

機構は、その業務運営について国から毎年度多額の運営費交付金の交付を受けるなどして
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おり、リース契約も毎年度多額に上っている。また、独立行政法人の業務運営に当たって

は、業務運営の透明性を高めることが求められており、契約事務においても公正性及び透明

性を確保するとともに競争の利益を享受することが求められている。

そこで、本院は、機構本部等において、合規性、経済性等の観点から、リース契約による

調達が、公正性及び透明性を確保し競争の利益を享受したものになっているかなどに着眼し

て、機構が 18、19両年度に一般競争契約により締結したリース契約 154件、リース料の総

額計 17億 6721万余円を対象として、契約関係書類の内容を確認するなどの方法により会計

実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、上記 154件のうちリース料の総額が基準額未満のリース契約は、表のと

おり 138件あり、このうち一括入札方式としていた自動車のリース契約 33件を除いた見積

入札方式によるリース契約は 105件となっていて、基準額未満のリース契約の 76.0％を占

めていた。

表 一般競争契約により締結したリース契約の状況

年度

一般競争契約に
より締結した
リース契約

（A）

Aのうち基準額
未満の契約

（B）

Bのうち見積入札
方式による契約

（C）

割 合

（C/B）

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

平成 件 千円 件 千円 件 千円 ％ ％

18 85 874,622 77 405,743 56 281,519 72.7 69.3

19 69 892,592 61 303,229 49 225,695 80.3 74.4

合計 154 1,767,215 138 708,973 105 507,215 76.0 71.5

そして、見積入札方式によるリース契約 105件のリース料の総額 5億 0721万余円の構成

をみると、リース物件の調達価格が 95％を占めており、残りの 5％が附帯費用となってい

て、リース契約の価格競争においては、リース物件の調達価格が重要な要素となっていた。

しかし、見積入札方式においては、前記のとおり、機構がリース契約の重要な要素である

納入業者及び調達価格を見積合わせによりリース契約の入札前に決定しており、公正性及び

透明性に欠けるばかりでなく、この調達価格に基づいて月額リース料を競争入札したとして

も、契約における競争性が十分に確保されない事態となっていた。

このように、機構が見積入札方式によりリース契約を締結していて、契約の公正性及び透

明性が確保されておらず、競争の利益が十分に享受できない事態は適切とは認められず、改

善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、機構が、リース契約の締結に当たり、公正性、透明性

及び競争性の確保についての検討を十分行っていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、機構は、契約の公正性及び透明性を確保するととも

に競争の利益を享受できるように、20年 6月に、各事業所等に対して業務連絡を発するな

どして、一般競争契約によるリース契約については一括入札方式によることとして、同年 7

月以降に締結するリース契約に適用することとする処置を講じた。
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第37 独立行政法人住宅金融支援機構

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

法人登記に係る登記事項証明書の交付の請求をオンラインで行うことにより、交付手

数料の節減を図るよう改善させたもの

科 目 （証券化支援勘定） （項）証券化支援業務関係経費

（住宅融資保険勘定） （項）住宅融資保険業務関係経費

（財形住宅資金貸付勘定）（項）財形住宅資金貸付業務関係経費

（住宅資金貸付等勘定） （項）住宅資金貸付等業務関係経費

（既往債権管理勘定） （項）既往債権管理業務関係経費

部 局 等 12支店等

検査対象とした
登記事項証明書
の交付通数

327,305通（平成 19年 4月～20年 5月）

上記に係る交付
手数料の支払額

2億 9594万余円

オンラインで請
求が可能であっ
た登記事項証明
書の交付通数

97,456通（平成 19年 6月～20年 5月）

節減できた交付
手数料

2923万円（平成 19年 6月～20年 5月）

1 法人登記に係る登記事項証明書の概要

� 貸付債権に係る抵当権の設定登記等

独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人住宅金融支援機

構法（平成 17年法律第 82号）に基づき、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の

融通を支援するための貸付債権の譲受け、一般の金融機関による融通を補完するための災

害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けなどの業務を行っている。そして、これらの

業務を行うに当たっては、譲り受けた貸付債権や機構が資金の貸付けを行った貸付債権の

担保のため、貸付債権に係る建築物又は土地について、原則として機構を第 1順位とする

抵当権を設定して登記することとしている。

抵当権設定登記及び貸付債権の全額が弁済されたときの抵当権抹消登記の申請は、機構

と債務者が共同して行うこととされている。この申請は、機構から貸付債権に係る管理業

務等を受託した金融機関（以下「受託金融機関」という。）の依頼により司法書士等が代理人

として行うが、抵当権の設定登記及び抹消登記のいずれの申請においても、代理人は、機

構の代理権限を証するための書類として、機構の法人登記に係る履歴事項証明書、現在事

項証明書、代表者事項証明書又は閉鎖事項証明書（以下、これらを「登記事項証明書」とい

う。）を登記所に提出する必要がある。

� 登記事項証明書の使用方法

代理人が登記所に提出する登記事項証明書は、機構の各支店等がその所在地を管轄する
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登記所から交付を受けて受託金融機関等へ配布するなどしたものである。受託金融機関等

は、貸付債権に係る建築物等に対する抵当権の設定登記又は抹消登記を行う際には、代理

人である司法書士等に、金銭消費貸借抵当権設定契約書等とともに登記事項証明書を貸し

出している。また、登記事項証明書は、登記申請の際にいったん登記所に提出されるが、

手続終了後には還付を受けることができ、その有効期間である 3か月間は繰り返し使用す

ることが可能となっている。そして、各支店等は、おおむね 3か月ごとに受託金融機関等

に配布するなどのため、登記所に登記事項証明書の交付を請求するほか、受託金融機関等

で不足が生ずる場合等に必要に応じて、随時交付を請求している。

� 登記事項証明書の交付を受ける手順

各支店等が登記所から登記事項証明書の交付を受ける手順は、おおむね以下のとおりで

ある。

� 各支店等の担当者は、支店等が口座を有する金融機関の窓口において、登記印紙を購

入するための現金を引き出す。

� 最寄りの郵便局等において登記印紙を購入する。

� 登記所の窓口に出向き、手数料として請求 1通当たり 1,000円の登記印紙を
ちよう

貼 付した

登記事項証明書の交付申請書を提出する。

� 登記事項証明書は通常は即日交付されるが、多数の登記事項証明書の交付を請求した

ときは、即日交付されないため、改めて登記所に出向き交付を受ける。

一方、登記事項証明書の交付の請求は、平成 17年 3月から、法務省オンライン申請シ

ステムを利用して行うことが可能となっている（以下、同システムを利用した請求を「オン

ライン送付請求」という。）。そして、オンライン送付請求による場合、19年 4月以降の手

数料は請求 1通当たり 700円となっており、窓口での交付の請求に比べて安価となってい

る。

また、オンライン送付請求による場合、手数料の納付は金融機関のペイジー
（注 1）

対応 ATM

やインターネットバンキング等を利用して行うこととなり、登記事項証明書は、登記所で

交付を受けるのではなく、指定する送付先に郵送されることとなっている。

（注 1） ペイジー 公共料金や税金等をパソコン、携帯電話、ATM等から支払ができるサー

ビスで、多数の金融機関が共同で構築・運営している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

機構は、毎年多数の登記事項証明書の交付を受けており、その請求のための手数料の支払

額は多額に上っている。

そこで、本院は、経済性等の観点から、登記事項証明書の交付の請求に当たり手数料が安

価なオンライン送付請求が利用されているかなどに着眼して、19年 4月から 20年 5月まで

の間に 15支店等
（注 2）

が交付を受けた登記事項証明書 327,305通（交付手数料の支払額 2億 9594

万余円）を対象に、登記事項証明書の受入れ・払出しなどの状況が記載された管理簿等の書

類を確認するなどして会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、上記 15支店等のうち、本店債権管理部、住宅融資保険部及び首都圏支

店の 3支店等は、オンライン送付請求を既に利用していたが、他の 12支店等は、次のよう
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な理由から、従来どおり登記所の窓口に出向いて登記事項証明書の交付を請求していた。

すなわち、12支店等は、支店等が口座を有する金融機関にはペイジー対応 ATMが設置

されておらず手数料の納付ができないことや、オンライン送付請求による場合には、登記所

の窓口に出向いて交付を請求する場合に比べて事務手続が増加することが予想され、その人

員の確保が難しいことなどから、オンライン送付請求を利用することはできないとしてい

た。

しかし、各支店等の所在地にはペイジー対応 ATMを設置している他の金融機関が所在し

ており、12支店等は、これらの金融機関の ATMを利用して手数料を納付することが可能

であった。また、オンライン送付請求は、各支店等のインターネットに接続できるパソコン

により行うことが可能であり、登記事項証明書は登記所から指定する送付先に郵送されるこ

とから登記所に出向く必要はなく、事務手続が特段増加するものではなかった。

したがって、12支店等は、手数料が引き下げられた 19年 4月以降、速やかにオンライン

送付請求の利用を開始すべきであったと認められた。

このように、12支店等は、オンライン送付請求を利用することが可能であったにもかか

わらず、従前どおり登記所の窓口に出向いて登記事項証明書の交付を請求しているのは適切

とは認められず、改善の必要があると認められた。

（節減できた交付手数料）

前記の 3支店等がオンライン送付請求を開始するための準備等に 1、 2か月程度を要して

いたことから、12支店等が 19年 6月からオンライン送付請求を利用していたとすれば、20

年 5月までに登記所の窓口に出向いて交付の請求をした登記事項証明書 97,456通に係る交

付手数料 9745万余円は 6821万余円となり、差引き 2923万余円が節減できたと認められ

た。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、12支店等がオンライン送付請求の利用についての検

討を十分に行っていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、本店財務企画部は、20年 5月に支店等の担当者に

対して事務連絡を発して、同年 6月からオンライン送付請求を利用するに当たっての注意点

や支出事務の手続について周知するとともに、同年 7月に支店長等に対して財務企画部長名

の通ちょうを発して、今後、オンライン送付請求が確実に利用されるようにする処置を講じ

た。

（注 2） 15支店等 本店債権管理部、本店住宅融資保険部、本店財務企画部市場資金室、北海

道、東北、首都圏、東海、近畿、中国、九州各支店、首都圏支店北関東地域統括部

門、近畿支店北陸地域統括部門、近畿支店四国地域統括部門、九州支店南九州地域

統括部門、本店債権管理部沖縄事務所（本店財務企画部市場資金室、首都圏支店北

関東地域統括部門、近畿支店北陸地域統括部門、近畿支店四国地域統括部門、九州

支店南九州地域統括部門、本店債権管理部沖縄事務所は、平成 20年 4月 1日以降

は本店市場資金部、北関東支店、北陸支店、四国支店、南九州支店、首都圏支店沖

縄事務所）
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第38 国立大学法人東北大学、第39 国立大学法人静岡大学

不 当 事 項

予 算 経 理

（855）
（856）研究用物品の購入に係る経理が不当と認められるもの

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

会計名及び科目 経常費用 業務費

一般管理費

平成 15年度以前は、

一般会計（組織）文部科学本省 （項）科学技術振興調整費

国立学校特別会計 （項）研究所

（項）産学連携等研究費

部 局 等 � 国立大学法人東北大学（平成 16年 3月 31日以前は東北大学）

	 静岡大学（平成 16年 4月 1日以降は国立大学法人静岡大学）

会計経理の内容 大学に設置されている附置研究所における研究用物品の購入

不適正な会計経
理の額

� 7,286,495円（平成 13年度～18年度）

	 4,105,080円（平成 14、15両年度）

1 研究用物品の購入に係る経理の概要

国立大学法人（平成 16年 3月 31日以前は国立大学）は、学術研究の中核的研究拠点として

附置研究所を設置している。附置研究所は、研究で使用する設備備品及び消耗品（以下「研究

用物品」という。）を購入しており、15年度以前は会計法（昭和 22年法律第 35号）等により、ま

た、16年度以降は大学の会計規程等（以下、これらを合わせて「会計法令等」という。）により

処理することとなっている。そして、研究用物品の購入等の契約については、会計法令等の

定めるところにより、その給付の完了の確認を行うこととなっている。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、予算が会計法令等に従って適切に執行されているか、研

究用物品の購入に係る会計経理が適正に行われているかなどに着眼して、21国立大学法

人において会計実地検査を行った。そして、これらの国立大学法人における納品書、請求

書等の書類により検査するとともに、会計法令等に違反していて、予算の執行が適切でな

いと思われる事態があった場合には、当該国立大学法人に報告を求めて、その報告内容を

確認するなどの方法により検査した。

なお、本院は、19年次の国立大学法人静岡大学（16年 3月 31日以前は静岡大学。以下

「静岡大学」という。）における独立行政法人科学技術振興機構の再委託費に係る会計実地検

査の結果、静岡大学に所属する教授が静岡大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせて

いたため、再委託費が過大に交付されていた事態について平成 18年度決算検査報告に掲

記した。その際、静岡大学に対して、同教授が受給していた他の研究資金についても調査
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を求めていたところ、20年 2月に静岡大学から調査結果の報告を受けたので、その報告

内容の確認も行った。

� 検査の結果

検査したところ、国立大学法人東北大学（16年 3月 31日以前は東北大学。以下「東北大

学」という。）及び静岡大学において、次のとおり会計法令等に違反している事態が見受け

られた。

ア 東北大学

東北大学は、東北大学に設置されている多元物質科学研究所及び電気通信研究所にお

いて、多元物質科学に関する基礎及び応用の先端的研究並びに高次情報通信の学理及び

その応用の研究を行うために、研究用物品の購入を行っている。

そして、東北大学は、13年度から 18年度までの間に多元物質科学研究所に所属して

いる A教授及び B准教授並びに電気通信研究所に所属している C助教から納品書、請

求書等の提出を受けて研究用物品の購入代金を業者に支払っていた。

しかし、このうち 7,286,495円については、表 1のとおり、実際には上記の教授等が

業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させて、これにより東北大

学に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたものであり、その全額を業者に預けて

別途に経理していた。

表 1 東北大学における架空の取引に係る支払状況 （単位：円）

研 究 者 費 目 年 度 架空の取引に
係る購入代金

A 教 授

校 費 平成 13～15 2,172,042

産学連携等研究費 15 536,404

業務費 16～18 1,474,704

B准教授 業務費 16、17 1,982,540

C 助 教
試験研究費 15 12,348

業務費及び一般管理費 18 1,108,457

合 計 13～18 7,286,495

イ 静岡大学

静岡大学は、静岡大学に設置されている電子工学研究所において、主に光・電子工学

分野の研究を実施して、国際研究機関との共同研究及び地場産業への研究協力を行うた

めに、研究用物品の購入を行っている。

そして、静岡大学は、14、15両年度に同研究所に所属している D教授から納品書、

請求書等の提出を受けて消耗品の購入代金を業者に支払っていた。

しかし、このうち 4,105,080円については、表 2のとおり、実際には同教授が業者に

架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させて、これにより静岡大学に架

空の取引に係る購入代金を支払わせていたものであり、その全額を 14年度に別途購入

して未払いとなっていた電源ケーブル等の設備備品の支払に充てていた。
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表 2 静岡大学における架空の取引に係る支払状況

（単位：円）

研究者 費 目 年 度 架空の取引に
係る購入代金

D教授
試験研究費 平成 14、15 3,711,330

校 費 14 393,750

合 計 14、15 4,105,080

以上のように、事実と異なる会計経理を行い、代金を支払っている事態は、会計法令等に

違反していて、東北大学において 7,286,495円及び静岡大学において 4,105,080円が不当と認

められる。

このような事態が生じていたのは、研究者において、大学の予算の原資が税金等の公金で

あり、事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、東北大学

及び静岡大学において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったことによると認められ

る。
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（第38 国立大学法人東北大学）

不 当 事 項

予 算 経 理

（857）東北大学病院手術室改修工事の実施に当たり、工事完了後に予定価格を設定したり、

契約書を作成したりするなどしていて、会計事務が適正を欠くと認められるもの

科 目 経常費用

部 局 等 国立大学法人東北大学

契 約 名 � 東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術室間仕切その他改

修工事

� 東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術室改修機械設備工

事

� 東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術室建具その他改修

工事

契 約 の 概 要 東北大学病院の眼科に屈折矯正手術室を整備する目的で、外来診療棟

の間仕切りなどの改修を行うもの

契 約 額 � 9,660,000円

� 6,825,000円

� 6,615,000円

計 23,100,000円

契約の相手方 株式会社小田原工務店

支 払 � 平成 19年 3月

� 平成 19年 3月

� 平成 19年 3月

適正を欠くと認
められる契約額

� 9,660,000円

� 6,825,000円

� 6,615,000円

計 23,100,000円

1 会計事務等の概要

� 国立大学法人東北大学における会計事務の概要

国立大学法人東北大学（以下「東北大学」という。）の会計事務は、国立大学法人東北大学

会計規程（平成 16年規第 77号。以下「会計規程」という。）等に基づき行うこととされてい

る。そして、契約を締結する場合には、原則として競争に付するとともに、入札の方法を

もってこれを行うこととされている。しかし、工事の請負契約で予定価格が 1000万円を

超えないなどの場合には、随意契約によることができることとされている。

また、原則として、契約を締結しようとするときは、見積書を徴して、あらかじめ、設

計書等により予定価格を設定したり、競争により落札者を決定したなどのときは、契約書

を作成したりしなければならないこととなっている。
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� 東北大学病院手術室改修工事の概要

東北大学は、平成 18年度に、東北大学病院の眼科に屈折矯正手術室を整備する目的

で、外来診療棟の間仕切りを改修するなどの 3件の工事を、いずれも株式会社小田原工務

店（以下「小田原工務店」という。）に発注して、小田原工務店は、18年 11月から 12月にか

けて工事を施工している。

そして、東北大学は、本件 3工事の契約等に係る一連の会計事務を次のとおり行ったと

していた。

� 東北大学病院において営繕工事契約等を所掌している経理課施設企画室（以下「施設企

画室」という。）が、同年 10月又は 11月に、各工事の設計書を作成して、これにより各

工事の予定価格を設定した。

� 施設企画室が、各工事について、小田原工務店等 3社から、同年 10月又は 11月に見

積書を徴して見積合わせを行った。

� 施設企画室が、本件 3工事のすべてが、会計規程等により随意契約によることができ

るとされている予定価格が 1000万円を超えないなどの工事に該当することとして、�
の見積合わせにおいて�の予定価格の範囲内で最低の見積額を提示した小田原工務店と
随意契約により契約を締結することにした。そして、同年 10月 30日、11月 6日、同

月 14日に、それぞれ 9,660,000円、6,825,000円、6,615,000円を契約金額とする工事請

負契約書を取り交わすなどして、小田原工務店に本件 3工事を発注した。

� 19年 3月に、東北大学の本部財務部資金管理課は、契約代金の計 23,100,000円を小

田原工務店に支払った。

2 検査の結果

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、本件 3工事に係る会計事務が会計規程等に基づき適正に

行われているかなどに着眼して、東北大学において、本件 3工事に係る契約書等の書類に

より、会計実地検査を行った。

� 検査の結果

検査したところ、東北大学は、本件 3工事について、工事の発注に先立って、あらかじ

め見積書を徴するなどの会計規程等に定められた契約事務を一切行わずに、18年 10月に

本件 3工事を口頭で一括して小田原工務店に発注していた。そして、工事完了後の 19年

2月に、小田原工務店への発注を正当化するために、一括して発注した工事を本件 3工事

に分けて、会計規程等で認められる随意契約となるようにして、それぞれの契約について

予定価格を設定したり、18年 10月又は 11月の日付の契約書を作成したりするなどして

いた。

このように、本件 3工事について、会計規程等に定められた契約事務を行うことなく工

事を発注して、工事完了後に予定価格を設定したり、契約書を作成したりするなどしてい

たことは、東北大学の会計規程等における会計制度の基本原則を逸脱して著しく適正を欠

いていて、契約額計 23,100,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、東北大学において、職員の会計規程等を遵守して適

正に契約事務を行う認識が欠如していたこと、職員に対する会計規程等の法令を遵守する

ことの重要性についての周知徹底が十分でなかったことなどによると認められる。
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意見を表示し又は処置を要求した事項

東北大学において、内部統制等が十分機能するための体制を整備するなどして、常に

適正な契約事務が行われるよう意見を表示したもの

科 目 経常費用

部 局 等 国立大学法人東北大学

契 約 名 � 東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術室間仕切その他改

修工事

� 東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術室改修機械設備工

事

� 東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術室建具その他改修

工事

契 約 の 概 要 東北大学病院の眼科に屈折矯正手術室を整備する目的で、外来診療棟

の間仕切りなどの改修を行うもの

内部統制等が機
能していないと
認められる契約
件数及び契約額

3件 2310万円（平成 18年度）

【意見を表示したものの全文】

東北大学病院が発注した工事契約に係る内部統制等について

（平成 20年 10月 31日付け 国立大学法人東北大学学長あて）

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 東北大学病院手術室改修工事等の概要

貴法人の東北大学病院（以下「病院」という。）は、平成 18年度に、病院の外来診療棟に眼科

屈折矯正手術室を整備する目的で、下表のとおり「東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯

正手術室間仕切その他改修工事」（契約金額 9,660,000円）等 3件の工事（以下「本件工事」とい

う。）を同一の業者に発注して、18年 11月から 12月にかけて工事を施工している。

工事名 契約金額（円）

東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術
室間仕切その他改修工事

9,660,000

東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術
室改修機械設備工事

6,825,000

東北大学病院外来診療棟 5階眼科屈折矯正手術
室建具その他改修工事

6,615,000

本件工事については、19年 8月に、本件工事は本来、一つの工事であり、その予定価格

が学内規程で定めた工事の随意契約の限度額 1000万円を超えることから、入札に付するべ

きであったのに、入札に付することなく特定の業者に請け負わせて工事を行い、工事完了後

に、学内規程で認められる随意契約となるように三つの契約に分けるなどの不適切な事態が

あると報道された。
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これを受けて、貴法人は、学外の有識者を含めた調査検討委員会を設置して、本件工事に

係る事実関係を調査した結果、不適切な契約の締結があったなどとする報告書を同年 10月

に取りまとめた。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、前記の報道があったことなどを踏まえて、合規性、経済性等の観点から、本件工

事に係る会計事務が会計に関する規程等に基づいて適正に行われているかなどに着眼して、

貴法人において、契約書等の書類により会計実地検査を行うとともに、本件工事に係る契約

事務を中心として、貴法人の内部統制等の状況について検査を行った。

（検査の結果）

本件工事に係る契約について検査したところ、次のとおり、適正を欠くなどの事態が見受

けられた。

� 会計規程等の法令が遵守されていない事態について

ア 会計規程等に違反した契約事務が行われたこと

国立大学法人東北大学会計規程（平成 16年規第 77号。以下「会計規程」という。）等によ

れば、契約に当たっては、あらかじめ仕様書、設計書等により予定価格を設定したり、

工事発注時には、契約書を作成したりしなければならないこととされている。

しかし、これらの契約事務を行うべき病院の事務部経理課（以下「経理課」という。）施

設企画室は、本件工事について、あらかじめ予定価格を設定するなどの契約事務を行わ

ずに、18年 10月に口頭で一括して業者に発注していた。そして、工事完了後の 19年

2月に、当該業者への発注を正当化するため、一括して発注した工事を三つの本件工事

に分けて、予定価格が少額であることを理由として会計規程等で認められる随意契約

（以下「少額随契」という。）となるようにして、それぞれの契約について予定価格を設定

したり、18年 10月又は 11月の日付の契約書を作成したりするなどしていて、会計規

程等に違反した契約事務が行われていた。

イ 病院において職務権限を逸脱した契約事務が行われたこと

病院が行う工事契約については、会計規程等において、予定価格が 2000万円を超え

ない工事契約の経理責任者は病院の事務部長と、予定価格が 2000万円を超える工事契

約の経理責任者は貴法人の本部の施設部長とされている。

そして、前記のとおり、本件工事は一括して発注されていて、その予定価格は 2000

万円を超えていることから、施設部長の権限で契約されるべき工事であったのに、病院

は、事務部長の権限内の契約となるように三つの契約に分けて契約事務を行うなどして

いて、職務権限を逸脱した契約事務が行われていた。

ウ 病院において所掌を越えた契約事務が行われたこと

経理課施設企画室は、病院が発注する工事に係る会計事務を行っており、工事図面の

作成、業者との打合せ、施工管理、完成検査等の事務を所掌している。そして、同室の

施設経理係は、契約に際しての見積合わせ、予定価格の設定、入札手続、入札の結果に

基づく業者への発注等の契約事務を行うこととされている。また、同室の営繕係及び設

備係は、工事の施工管理等の事務を行うこととされている。

しかし、発注等の契約事務を所掌していない営繕係及び設備係が、前記アの業者への
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発注を行っていて、所掌を越えた契約事務が行われていた。

エ 本件工事について契約の内容等が公表されなかったこと

国立大学法人は、文部科学省の通知文書等により、予定価格が 250万円を超える工事

契約については、その契約の内容等をホームページ等で公表することとされている。そ

して、貴法人では、公表の対象となる工事契約があった場合には、病院その他の各部局

が、本部施設部に当該工事契約の内容等を所定の様式により電子メールで送付して、同

部が取りまとめた上で、ホームページに掲載することとしている。

しかし、本件工事に係る契約は、いずれも予定価格が 250万円を超えるもので、公表

すべきであったにもかかわらず、病院が上記の手続をとらなかったため、公表されな

かった。

� 内部統制等が十分機能していない事態について

上記のとおり、本件工事の契約について、会計規程等の法令が遵守されていないなどの

適切とは認められない事態が見受けられたことから、本件工事に係る契約事務を中心とし

て、病院の内部統制等の状況について検査したところ、次のとおり、内部統制等が十分機

能していない事態が見受けられた。

ア 病院における内部統制

� 病院における統制環境

本件工事は、18年 2月に、病院の眼科の教授（以下「眼科教授」という。）が病院に提

出した「平成 18年度事業計画提案書」の中の整備計画「屈折矯正手術運用システム」の

一つとして実施されたものである。

そして、本件工事の実施に当たり、工事費が割高になることが判明したことから、

経理課施設企画室は、工事費について眼科教授に相談していた。その後、眼科教授を

通じるなどして A会社が紹介されて、A会社との間で工事費についての合意が得ら

れたことなどから、本件工事は、あらかじめ、A会社をその契約の相手方とすること

としていた。このため、前記のような契約事務が行われていた。

このように、病院においては、教授等から契約の相手方となり得る業者の紹介を受

けたり、工事を行うに当たり専門的な医学の知識が必要となるなどのため、施設等を

使用する教授等の意見を聞かざるを得なかったりする場合があり、経理担当部局にお

いては教授等の意向を受け入れざるを得ない状況に陥りやすい統制環境下にあると認

められる。
けん

� 病院における内部牽制

本件工事は、前記のとおり、経理課施設企画室の営繕係及び設備係が、18年 10月

に口頭で一括して業者に発注していたものである。そして、同室の施設経理係におい

て、工事完了後の 19年 2月に、18年 10月又は 11月に起案したこととする 3件の契

約伺が作成された。

この契約伺は、本件工事に係る決裁権限が、東北大学病院決裁権限に関する要項

（平成 16年病院長裁定）により、病院の事務部長から経理課長に委任されていることか

ら、施設経理係長、営繕係長（又は設備係長）、施設企画室室長補佐、施設企画室室長

並びに病院の会計監査等を担当している経理課総務監査係長及び経理課課長補佐（監

査）の決裁を経た上で、経理課長の決裁を得ていた。
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しかし、この決裁の過程において、書類の内容を点検すべき経理課総務監査係長、

経理課課長補佐（監査）、決裁権者である経理課長のいずれにおいても、経理課施設企

画室が工事完了後に契約書を作成するなどしたことに対する問題提起はされなかっ

た。このため、「ア 会計規程等に違反した契約事務が行われたこと」及び「ウ 病院

において所掌を越えた契約事務が行われたこと」に対する内部牽制が十分機能してい

なかった。

これは、工事の施工管理等を行うこととされている営繕係及び設備係、工事に係る

契約事務を行うこととされている施設経理係が、いずれも経理課に置かれていること

や、病院の会計監査等を担当する総務監査係等が、経理課に置かれていることなどか

ら、内部牽制が十分機能しなかったものと認められる。

� 病院に対する本部施設部の内部牽制

a 「ア 会計規程等に違反した契約事務が行われたこと」に対する牽制

貴法人において、工事契約に係る契約名義人は、会計規程等により、財務担当理

事（16年 4月 1日から 18年 11月 5日まで。同月 6日以降は、財務及び会計に関す

る事務の委任を受けた副学長）となっている。そして、財務担当理事は、契約に用

いる公印の保管及びその押印に係る事務を、職員に委任することができるとされて

いることから、契約に用いる公印は、本部財務部財務課で保管されており、工事契

約書への押印は、同課課長補佐の立会いの下に、本部施設部が行うことにしてい

る。

本件工事についてみると、経理課施設企画室において、工事完了後の 19年 2月

に、契約年月日を 18年 10月又は 11月とする契約書を作成の上、業者へ送付し

て、業者が押印した契約書の返送を受けた。その後、当該契約書を本部施設部に送

付して押印を依頼して、同部において、本部財務部財務課課長補佐の立会いの下

に、財務担当理事印の押印がされた。

このとき、本部施設部は、当該契約書の送付を、病院からの単なる事務処理とし

ての押印依頼としてとらえて、その内容の確認等を十分に行わなかったことから、

病院において、少額随契の体裁を整えた虚偽の契約書が工事完了後に作成されてい

たのに、これを看過していた。

これは、同部において、当該契約書について問題提起する機会があったにもかか

わらず、これを看過していて、病院に対する同部の内部牽制が十分機能しなかった

ものと認められる。

b 「イ 病院において職務権限を逸脱した契約事務が行われたこと」に対する牽制

前記のとおり、工事契約書への押印依頼時に、工事契約書が病院から本部施設部

に送付されるものの、貴法人において、これとは別途に、病院その他の各部局か

ら、工事契約の締結に当たって、予定工事の案件、内容等について、同部と事前に

協議を行うなどの体制とはなっていなかった。

このため、同部において、貴法人全体の工事契約を一元的に管理、コントロール

することができず、本件工事のように、一つの契約として契約すべき契約を三つに

分けて契約したことについて、内部牽制が機能しなかった。

c 「エ 本件工事について契約の内容等が公表されなかったこと」に対する牽制
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前記のとおり、予定価格が 250万円を超える工事契約については、その契約の内

容等をホームページ等で公表することとされている。

貴法人においては、前記のとおり、公表の対象となる工事契約があった場合、工

事契約の押印依頼とは別途に、本部施設部へその旨を電子メールで送付することと

していて、同部が、押印依頼と同時に、公表対象工事契約の有無等について確認で

きる体制とはなっていなかった。

このため、本件工事の契約内容等が公表されなかったことについて、内部牽制が

機能しなかった。

イ 監査の状況

� 監事監査

貴法人の監査機関として、「監事」及び「監査室」がある。

このうち、監事は、国立大学法人法（平成 15年法律第 112号）第 10条第 1項により設

置され、同法第 12条第 8項に基づき文部科学大臣により任命されている。

そして、監事は、貴法人の最高意思決定権者である学長から独立した立場で、貴法

人の主たる利害関係者である国（又は国民）に代わって業務の運営状況を点検するた

め、その意思決定の内容も含めた業務全般について、第三者的な立場で、大局的な視

点から監査を行っている。

監査の実施に当たっては、貴法人の業務が多岐にわたっていることから、監事監査

計画を各年度当初に策定して、幾つかの重点項目を定めるなどしている。

そして、18年度は、決算監査のほか、業務監査として、 8項目の重点項目を定め

るなどして、役員会等の重要な会議に出席したり、重要な文書を閲覧したりするなど

の方法により監査を実施している。

しかし、契約に係る制度や組織が適正に運営されて有効に機能しているかどうかに

ついては重点項目に含まれていなかったため、病院の統制環境等についての監査は行

われず、本件工事について、内部統制が機能しなかった。

� 監査室監査

監査室は、国立大学法人東北大学事務組織規程（平成 16年規第 151号）により、学長

直属の組織として設置されている。

そして、監査室は、学長の指揮命令の下で、学長に代わって貴法人の業務の運営状

況を点検して、貴法人の意思決定に資するために、貴法人の意思決定の内容及び教授

等が行う個々の教育研究内容を除く貴法人の業務について、学内者としての立場で実

務の現場により近い視点から、業務のより詳細な手続等にまで踏み込んで監査してい

る。

監査の実施に当たっては、内部監査の基本方針、内部監査基本計画書、内部監査実

施要領を年度ごとに策定して、これらに基づき、契約に係る監査等を行っている。そ

して、契約に係る監査は、年度ごとに部局を特定して、何件かの契約を抽出して、会

計規程等に違反する事務が行われていないかなどの監査を行っている。

18年度の監査においては、病院以外の部局が監査対象部局とされるとともに、内

部統制の状況も監査事項とされている。そして、統制環境についても監査事項とされ

ているが、これは、財務会計に関する業務の教育・指導の実施状況についての監査で
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あって、個別の契約についての監査ではなかった。

このように、18年度は、病院が監査対象部局ではなかったことなどから、本件工

事に係る契約事務の適正性や病院の統制環境についての監査は行われず、本件工事に

ついて、内部統制が機能しなかった。

� 経理課総務監査係等の監査

病院は、他の部局に比べて業務量が多いことなどから、経理課に会計監査等を担当

する総務監査係及び課長補佐（監査）が置かれている。そして、総務監査係等は、経理

課が行う支払の処理等の業務を行うほか、病院の会計に関する監査及び検査を行うこ

ととされており、ここでいう監査及び検査とは、病院内で作成される各種伝票等が会

計規程等に沿った手続等で行われているかを日常的に点検することであるとされてい

る。

しかし、総務監査係等は、監査及び検査を行わなければならないのにこれを行って

いなかったため、本件工事の契約についての問題提起はされなかった。このため、本

件工事について、内部統制が十分機能しなかった。

� 公認会計士（会計監査人）監査

貴法人と監査契約を締結している公認会計士（会計監査人）による監査は、貴法人を

取り巻く環境の変化にかんがみて、毎年度、事業運営リスクの評価を行った上で、重

要な勘定科目、主要なプロセスを把握して、財務諸表の適正性、内部統制の状況につ

いての監査を行っている。

その監査は、主に未払伝票等の会計伝票をサンプリングにより抽出して、その会計

伝票が証ひょうに基づき適正に起票されて、決裁権限を有する者の決裁を受けている

かを主な観点としている。

すなわち、契約書の金額、日付、契約者に着眼した監査であり、公認会計士（会計

監査人）が契約書について疑義を抱いた場合に限って、当該契約書の作成に関して、

予定価格の積算、入札等の手続について詳細な監査が行われるものである。しかし、

通常、上記のような詳細な監査が行われることはない。

このため、18年度において、本件工事の契約について詳細な監査は行われなかっ

た。

� 監査機関等相互の調整が十分でない事態

貴法人は、定期的に、理事等、監事、監査室及び公認会計士（会計監査人）による 4

者協議会を開催して、それぞれの監査計画等について協議している。

本件工事における不適切な事態を監査により発見するためには、各監査機関等が、

内部牽制の状況を含めて、多角的な観点から監査を行うことが必要であるが、各監査

機関等の人員も限られており、必ずしも十分な監査体制がとれない状況となってい

る。したがって、監査対象の重複、漏れが極力生じないよう、各監査機関等が監査計

画を調整するなどして、効率的、効果的な監査を行うことが必要となる。

しかし、18年度は、前記のとおり、本件工事の契約や病院の統制環境について

は、いずれの監査機関等も監査対象としていなかった。

（改善を必要とする事態）

病院において、会計規程等に定められた契約事務が行われず内部牽制が十分機能していな

第
3
章

第
2
節

第
38

国
立
大
学
法
人
東
北
大
学

― 889 ―



かったり、貴法人の各監査機関等において内部統制についての監査が適切に行われていな

かったりするなどの事態は適切とは認められず、改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、貴法人において、内部統制等の重要性について職員等

の認識が十分でなかったこと、内部統制が十分機能するための体制の整備が十分でなかった

ことなどによると認められる。

3 本院が表示する意見

病院において、個別の工事契約に係る会計事務を適正に行うことは当然のことであるが、

貴法人において、内部統制等が十分機能していない事態について、適切な処置を講ずる要が

ある。

ついては、貴法人において、内部統制等が十分機能するよう、次のとおり意見を表示す

る。

ア 病院の経理担当部局において、工事を行うに当たり専門的な医学の知識が必要となるこ

となどから、教授等の意向を受け入れざるを得ない状況に陥りやすい統制環境の改善に資

するため、適正な工事契約事務を行えるよう内部統制の体制を整備すること

イ 各部局の担当者に対して、内部牽制におけるそれぞれの役割を果たすことの重要性を十

分認識した上で、適正に契約事務を実施するよう周知徹底すること

ウ 各監査機関等が、監査対象部局の統制環境を十分把握した上で、個別の契約事務等につ

いても厳正に監査するなど、的確な監査を実施していくこと

エ 各監査機関等が監査計画等を策定するに当たっては、監査対象の重複、漏れが極力生じ

ないよう、各監査機関等が相互に、適切に調整するなどして、監査を行っていくための体

制を整備すること
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第40 国立大学法人筑波大学、第41 国立大学法人東京医科歯科大学、第42 大学共

同利用機関法人情報・システム研究機構

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1）―（ 3）交通機関等を利用する職員の通勤手当について、経済的な 6か月定期券の価額に

基づいて支給するよう改善させたもの

科 目 経常費用

部 局 等 � 国立大学法人筑波大学

� 国立大学法人東京医科歯科大学

� 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

通勤手当の概要 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負

担することを常例とする職員等に支給するもの

通勤手当の額 � 8億 1703万余円（平成 18、19両年度）

� 8億 0522万余円（平成 18、19両年度）

� 1億 3595万余円（平成 18、19両年度）

上記のうち節減
できた通勤手当
の額

� 4022万円

� 7051万円

� 1106万円

1 通勤手当の概要

� 3国立大学法人等における通勤手当の概要

国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）は、当該国立

大学法人等が定める職員給与規則等に基づき、職員に給与として俸給（基本給又は本給と

する場合もある。）及び諸手当を支給している。諸手当のうち通勤手当は、通勤のため交通

機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用して運賃又は料金（以下「運賃等」と

いう。）を負担することを常例とする職員に支給するなどとしており、通勤手当の月額は、

1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」という。）等となって

いる。そして、運賃等相当額の算出については、運賃、時間、距離等の事情に照らして最

も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるもの

としており、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関

等を利用する区間については、通用期間 1か月の定期券の価額とするなどとしている。

また、国立大学法人法（平成 15年法律第 112号）が独立行政法人通則法（平成 11年法律第

103号。以下「通則法」という。）を準用していることから、国立大学法人等は適正かつ効率

的にその業務を運営するよう努めなければならないこととされており、給与の支給の基準

を社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないことなどとされてい

る。

� 国における通勤手当に関する人事院規則等改定の経緯

人事院は、平成 15年 8月に、国会及び内閣に対して、従来、 1か月定期券の価額を基

礎として決められていた国家公務員の通勤手当について、民間の過半の事業所が 6か月定
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期券等の最も割安な定期券の価額を基礎として通勤手当を支給している実態を踏まえて、

公務においても、低廉な定期券の価額により一括支給するよう改めることとする旨の給与

改定に関する勧告等を行った。国は、これを踏まえて、同年 10月及び 12月に、一般職の

職員の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号。以下「給与法」という。）及び人事院規則

9―24（通勤手当）についてそれぞれ所要の改正を行っている。

そして、国は、16年 4月から、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的である

と認められる交通機関等を利用する区間について、 1か月定期券の価額から当該交通機関

等で発行されている定期券の通用期間のうち 6か月を超えない範囲内で最も長いものに相

当する期間の定期券（以下「 6か月定期券」という。）の価額を基に通勤手当を支給してい

る。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、運賃等相当額が最も経済的かつ合理的と認められるものと

なっているかなどに着眼して、20年 4月 1日現在におけるすべての国立大学法人等（86国立

大学法人及び 4大学共同利用機関法人）を対象として、通勤手当認定簿等の関係書類により

会計実地検査を行うなどして検査を実施した。

（検査の結果）

検査したところ、国立大学法人筑波大学（以下「筑波大学」という。）、国立大学法人東京医

科歯科大学（以下「東京医科歯科大学」という。）及び大学共同利用機関法人情報・システム研

究機構（以下「機構」という。また、以下、これらを合わせて「 3国立大学法人等」という。）

は、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用す

る職員について、 1か月定期券の価額を運賃等相当額として通勤手当を支給していた。

しかし、国は、経済的な定期券である 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給してお

り、大多数の国立大学法人等も国の給与法等の改正に倣って通勤手当に係る関係規程等につ

いて所要の改正を行った上で、同様に 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給していた。

このように、国及び大多数の国立大学法人等において経済的な 6か月定期券の価額に基づ

いて通勤手当を支給しているのに、 3国立大学法人等において 1か月定期券の価額を基に通

勤手当を支給していた事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（節減できた通勤手当の額）

3国立大学法人等が 18、19両年度に支給した通勤手当（筑波大学 8億 1703万余円、東京

医科歯科大学 8億 0522万余円、機構 1億 3595万余円）について、 6か月定期券の価額を基

に通勤手当を支給したとすれば、筑波大学で 4022万余円、東京医科歯科大学で 7051万余

円、機構で 1106万余円がそれぞれ節減できたと認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、 3国立大学法人等において、通則法の規定や 16年

4月以降の国及び他の国立大学法人等における通勤手当の支給の動向に対する認識が十分で

なく、職員給与規則等を見直していないことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、 3国立大学法人等は、20年 10月までに職員給与規

則等を改正して、通勤手当の算定に当たり、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的

であると認められる交通機関等を利用する区間については、同月から 6か月定期券の価額を

基にして支給することとする処置を講じた。
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（第40 国立大学法人筑波大学）

不 当 事 項

不 正 行 為

（858）職員の不正行為による損害が生じたもの

部 局 等 国立大学法人筑波大学附属学校教育局（平成 16年 3月 31日以前は筑

波大学学校教育事務部）

不正行為期間 平成 15年 6月～18年 4月

損害金の種類 奨学寄附金（平成 16年 3月 31日以前は委任経理金）、預り金

損 害 額 20,418,080円

本院は、国立大学法人筑波大学附属学校教育局（平成 16年 3月 31日以前は筑波大学学校教

育事務部）における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に基づく同大学長からの報

告、会計検査院法第 27条の規定に基づく文部科学大臣からの報告及び会計法（昭和 22年法律第

35号）第 42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、同大学の本部及び附属学校

教育局において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼し

て会計実地検査を行った。

本件は、同大学附属学校教育局において、総務課会計係主任（16年 3月 31日以前は管理課

経理主任）石塚某が、次のように教育・研究に要する経費に充てるための奨学寄附金（16年 3

月 31日以前は委任経理金）及び光熱水料の預り金計 20,115,280円を領得したものであり、正当

債権者に対する遅延利息計 302,800円を加えた合計 20,418,080円の損害を発生させていて、不

当と認められる。

� 奨学寄附金を原資とする物品等の購入代金の支払事務に従事中、15年 6月から 18年 4月

までの間に、分任歳入歳出外現金出納官吏の銀行届出印等を無断で使用して、同出納官吏名

義の預金口座から払出しを受けるなどして奨学寄附金計 6,601,543円を領得した。

� 光熱水料の受領及び預入れ事務に従事中、16年 5月から 18年 3月までの間に、建物の一

部を貸与している団体等から光熱水料として受領した預り金計 13,513,737円を領得した。

なお、本件損害額については、20年 9月末までに 3,794,883円が同人から返納されている。
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第43 国立大学法人千葉大学

不 当 事 項

工 事

（859）病棟の新築に伴う仕上工事の施行に当たり、コンクリート工事費等の積算を誤ったた

め、契約額が割高となっているもの

科 目 経常費用

部 局 等 国立大学法人千葉大学

工 事 名 千葉大学医学部附属病院病棟新営その他工事（仕上）

工 事 の 概 要 千葉大学医学部附属病院の病棟の新築工事に伴う内外装等の仕上工事

を行うもの

契 約 額 1,575,000,000円

請 負 人 大林・ナカノフドー・京成特定建設工事共同企業体

契 約 平成 18年 8月 一般競争契約

支 払 平成 18年 10月、19年 11月 2回

割高になってい
る契約額

9,400,000円

1 工事の概要

国立大学法人千葉大学（以下「千葉大学」という。）は、病院施設の老朽、狭あい化に伴う計

画的な整備の一環として、平成 16年度から、入院病棟（鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上

11階、地下 1階、延床面積 20,765�。以下「病棟」という。）の新築工事を実施しており、
18年度に、千葉大学医学部附属病院病棟新営その他工事（仕上）契約を契約額 1,575,000,000

円で大林・ナカノフドー・京成特定建設工事共同企業体と締結して、18、19両年度に、病

棟新築に伴う内外装等の仕上工事を施行している。

千葉大学は、本件工事費の積算に当たり、表計算ソフトを用いて、直接工事費を細分化し

た中科目別内訳書を作成して、これを科目別に転記集計した科目別内訳書により直接工事費

を 1,287,958,277円と算定していた。

2 検査の結果

本院は、千葉大学において、経済性等の観点から工事費の積算が適切に行われているかに

着眼して、会計実地検査を行った。そして、本件工事について、千葉大学が保有している契

約図書、積算内訳書等の書類により検査したところ、病棟等の直接工事費の集計が次のとお

り誤っていた。

ア 中科目別内訳書に記載されたコンクリート工に要する経費の計 2,624,760円を科目別内

訳書のコンクリート工事費として転記すべきところを、表計算ソフトの操作を誤って、中

科目別内訳書のコンクリート工に要する経費と全く関係ない石工事費 45,294,626円と記載

していた。

イ 中科目別内訳書に記載された外部仕上等の鉄筋工に要する経費の計 740,600円を科目別

内訳書の鉄筋工事費として転記すべきところを、同じように誤って防水工事費 39,495,370
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円と記載していた。

そして、これらのことなどにより、計 82,926,455円が過大に積算されていた。

このような事態が生じていたのは、千葉大学において、予定価格の積算における審査・確

認等が十分でなかったことによると認められる。

したがって、本件工事費を修正計算すると、積算過小となっていた直接工事費 34,696,040

円等を考慮しても、一般管理費等の共通費を含めた工事費の総額は 1,565,550,000円とな

り、本件契約額 1,575,000,000円はこれに比べて約 940万円が割高になっていて不当と認め

られる。
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第44 国立大学法人東京芸術大学、第45 国立大学法人三重大学、第46 国立大学法

人京都大学、第47 国立大学法人京都工芸繊維大学、第48 国立大学法人奈良女子大

学、第49 国立大学法人九州大学、第50 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

意見を表示し又は処置を要求した事項

（ 1）―（ 7）交通機関等を利用する職員の通勤手当について、経済的な 6か月定期券の価額に

基づいて支給するよう是正改善の処置を求めたもの

科 目 経常費用

部 局 等 � 国立大学法人東京芸術大学

� 国立大学法人三重大学

� 国立大学法人京都大学

� 国立大学法人京都工芸繊維大学

� 国立大学法人奈良女子大学

� 国立大学法人九州大学

� 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

通勤手当の概要 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負

担することを常例とする職員等に支給するもの

通勤手当の額 � 2億 0285万余円（平成 18、19両年度）

� 4億 1213万余円（平成 18、19両年度）

� 21億 5721万余円（平成 18、19両年度）

� 1億 6676万余円（平成 18、19両年度）

� 1億 3620万余円（平成 18、19両年度）

� 10億 3696万余円（平成 18、19両年度）

� 2億 0130万余円（平成 18、19両年度）

計 43億 1344万余円（平成 18、19両年度）

上記のうち節減
できた通勤手当
の額

� 922万円

� 1614万円

� 1億 1206万円

� 1233万円

� 726万円

� 5371万円

� 970万円

計 2億 2046万円

本院は、交通機関等を利用する職員の通勤手当について、平成 20年 10月 22日に、東京芸

術大学、三重大学、京都大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、九州大学各国立大学法人及

び大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下、これらを合わせて「 7国立大学法人等」とい

う。）それぞれの学長及び機構長に対して、「交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給につ

いて」として、会計検査院法第 34条の規定により是正改善の処置を求めた。
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これらの処置要求の内容は、7国立大学法人等のそれぞれの検査結果に応じたものとなって

いるが、これを総括的に示すと以下のとおりである。

1 通勤手当の概要

� 7国立大学法人等における通勤手当の概要

国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）は、当該国立

大学法人等が定める職員給与規則等に基づき、職員に給与として俸給（基本給又は本給と

する場合もある。）及び諸手当を支給している。諸手当のうち通勤手当は、通勤のため交通

機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用して運賃又は料金（以下「運賃等」と

いう。）を負担することを常例とする職員に支給するなどとしており、通勤手当の月額は、

1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」という。）等となって

いる。そして、運賃等相当額の算出については、運賃、時間、距離等の事情に照らして最

も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるもの

としており、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関

等を利用する区間については、通用期間 1か月の定期券の価額とするなどとしている。

また、国立大学法人法（平成 15年法律第 112号）が独立行政法人通則法（平成 11年法律第

103号。以下「通則法」という。）を準用していることから、国立大学法人等は適正かつ効率

的にその業務を運営するよう努めなければならないこととされており、給与の支給の基準

を社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないことなどとされてい

る。

� 国における通勤手当に関する人事院規則等改定の経緯

人事院は、15年 8月に、国会及び内閣に対して、従来、 1か月定期券の価額を基礎と

して決められていた国家公務員の通勤手当について、民間の過半の事業所が 6か月定期券

等の最も割安な定期券の価額を基礎として通勤手当を支給している実態を踏まえて、公務

においても、低廉な定期券の価額により一括支給するよう改めることとする旨の給与改定

に関する勧告等を行った。国は、これを踏まえて、同年 10月及び 12月に、一般職の職員

の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号。以下「給与法」という。）及び人事院規則 9―24

（通勤手当）についてそれぞれ所要の改正を行っている。

そして、国は、16年 4月から、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的である

と認められる交通機関等を利用する区間について、 1か月定期券の価額から当該交通機関

等で発行されている定期券の通用期間のうち 6か月を超えない範囲内で最も長いものに相

当する期間の定期券（以下「 6か月定期券」という。）の価額を基に通勤手当を支給してい

る。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性等の観点から、運賃等相当額が最も経済的かつ合理的と認められるものと

なっているかなどに着眼して、20年 4月 1日現在におけるすべての国立大学法人等（86国立

大学法人及び 4大学共同利用機関法人）を対象として、通勤手当認定簿等の関係書類により

会計実地検査を行うなどして検査を実施した。

（検査の結果）

検査したところ、 7国立大学法人等は、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的で
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あると認められる交通機関等を利用する職員について、 6か月定期券の価額を基にして通勤

手当を支給した場合に、年度途中の採用、退職、転勤等による返納措置等が発生するなど事

務手続が煩雑になるなどの理由から、 1か月定期券の価額を運賃等相当額として通勤手当を

支給していた。

しかし、国は、経済的な定期券である 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給してお

り、大多数の国立大学法人等も国の給与法等の改正に倣って通勤手当に係る関係規程等につ

いて所要の改正を行った上で、同様に 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している。

そして、 7国立大学法人等が 18、19両年度に支給した通勤手当 43億 1344万余円につい

て、 6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給したとすれば、40億 9298万余円となり、

2億 2046万余円が節減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

上記のように、国及び大多数の国立大学法人等において経済的な 6か月定期券の価額に基

づいて通勤手当を支給しているのに、 7国立大学法人等において事務手続が煩雑になるなど

の理由で、 1か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している事態は適切とは認められず、

是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、 7国立大学法人等において、通則法の規定や 16年

4月以降の国及び他の国立大学法人等における通勤手当の支給の動向に対する認識が十分で

なく、事務手続が煩雑になるなどの理由により職員給与規則等を見直していないことによる

と認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

7国立大学法人等においては、今後も引き続き多額の通勤手当を支給することが見込まれ

ることから、その支給に当たっては、国及び他の国立大学法人等における通勤手当の支給の

動向を把握するとともに、給与の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるように

定めなければならないとしている通則法の趣旨を踏まえる必要があると認められる。

ついては、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等

を利用する区間については、経済的な 6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給するよ

う是正改善の処置を求める。

上記の是正改善を必要とする事態を 7国立大学法人等別に示すと、次のとおりである。

法 人 名 年 度 通勤手当の額 節減できた通勤
手当の額

� 国立大学法人東京芸術大学 18、19 2億 0285万余円 922万余円
� 国立大学法人三重大学 18、19 4億 1213万余円 1614万余円
� 国立大学法人京都大学 18、19 21億 5721万余円 1億 1206万余円
� 国立大学法人京都工芸繊維大学 18、19 1億 6676万余円 1233万余円
� 国立大学法人奈良女子大学 18、19 1億 3620万余円 726万余円
� 国立大学法人九州大学 18、19 10億 3696万余円 5371万余円
� 大学共同利用機関法人自然科学研究
機構

18、19 2億 0130万余円 970万余円

計 43億 1344万余円 2億 2046万余円
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第51 首都高速道路株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

構造物点検業務における大型橋りょう点検車の運転経費の積算に当たり、大型橋りょ

う点検車の仕様を踏まえた日業務量とすることにより、経済的なものとするよう改善

させたもの

科 目 管理費用

部 局 等 首都高速道路株式会社本社、 3管理局

契 約 名 構造物点検（平成 18年度定期点検）等 2件

契 約 の 概 要 橋りょうの床版、けた、橋脚等構造物等の定期点検を行うもの

契 約 金 額 55億 5849万円（平成 18、19両年度）

契約の相手方 財団法人首都高速道路技術センター

契 約 平成 18年 3月、19年 3月 随意契約

大型橋りょう点
検車の運転経費
の積算額

1億 9611万余円（平成 18、19両年度）

低減できた大型
橋りょう点検車
の運転経費の積
算額

9255万円（平成 18、19両年度）

1 構造物点検業務の概要

� 構造物点検業務

首都高速道路株式会社（以下「会社」という。）西東京、東東京、神奈川各管理局は、橋

りょうの床版、けた、橋脚等の構造物等の損傷等の有無を的確に把握して、損傷等の状況

に応じた応急措置、補修補強、取替えなどの適切な対応策を迅速かつ確実に行い、すべて

の構造物等を常に良好で安全な状態に保つために、毎年度、構造物点検業務を実施してい

る。そして、平成 18年度は東東京管理局が、19年度は神奈川管理局が、他の管理局分を

含めて 3管理局管内の構造物等の定期点検に係る契約を締結して、それぞれ、22億 7955

万円、32億 7894万円、計 55億 5849万円で財団法人首都高速道路技術センターに請け負

わせて実施している。

� 定期点検で使用する足場
つり

会社制定の「構造物等点検要領」によれば、定期点検で使用する足場には、吊足場、リフ

ト車、橋りょう点検車等があり、このうち、橋りょう点検車は、高架下が河川であった

り、車線規制が困難な街路であったりするなど、リフト車が使用できない箇所等におい
ほ ろう

て、高速道路上からブームを伸縮させるなどしてブーム先端の歩廊部等を橋りょう下面側

に張り出させて、点検作業員が歩廊部を歩くなどして点検対象箇所に接近して点検を行う

際に使用する車両である。

そして、会社の構造物点検業務においては、上記の箇所等のうち、 1回の車線規制で複

数の車線分の構造物等の点検を効率的に行うことができる箇所において、歩廊部の長い大

型の橋りょう点検車（以下「大型橋りょう点検車」という。）を使用している（参考図参照）。
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� 橋りょう点検車の運転経費の積算

会社は、構造物点検業務に係る費用の積算を、会社制定の「工事設計積算基準」（以下「積

算基準」という。）に基づき行うこととしている。これによると、大型橋りょう点検車を含

めた橋りょう点検車の運転経費は、 1日当たりの車両の運転労務費、燃料費及び機械賃料

を合計した運転単価に、運転日数を乗じて算出することとされている。

また、運転日数については下記のとおり算定している。

� 当該年度における点検対象箇所を選定して、点検対象の構造物等を特定する。

� 点検対象の構造物等ごとに、使用する足場の種類別に点検対象面積等を集計する。

� �で集計した点検対象面積等を、 1日当たりの作業量（以下「日業務量」という。）で除

する。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

会社は、毎年度、多額の費用をかけて構造物等の点検業務を実施している。

そこで、本院は、本社及び 3管理局において、経済性等の観点から、構造物点検業務のう

ち、大型橋りょう点検車の運転経費の積算は、大型橋りょう点検車の仕様を踏まえた経済的

なものとなっているかなどに着眼して、大型橋りょう点検車の運転経費の積算額（18年度 1

億 0323万余円、19年度 9287万余円、計 1億 9611万余円）を検査の対象として、点検業務

設計書、積算基準等の書類により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、会社の積算基準に定められた橋りょう点検車の日業務量は、大型橋りょ

う点検車も含めて、歩廊部に 1作業班（積算上の 1作業班の点検作業員数は 3人）が乗って点

検を行った場合を前提として設定されたものとなっていた。

しかし、大型橋りょう点検車の仕様を確認したところ、その歩廊部の最大積載荷重は 800

�、歩廊部の延長は 15.0m、幅は 1.4mであり、歩廊部には少なくとも点検作業員 6人（ 2作

業班）が同時に乗って点検を行うことができると認められた。

現に、18、19両年度の定期点検において、点検作業員 6人（ 2作業班）が同時に乗って点

検を行っている状況も見受けられた。

したがって、 1台の大型橋りょう点検車に 2作業班が乗って並行して点検を行うこととす

れば、その場合の日業務量は、積算基準に定められた日業務量の 2倍となり、この結果、大

型橋りょう点検車の運転日数が 2分の 1になることから、運転経費は 2分の 1の額となる。

このように、積算基準において、 1作業班による作業を前提とした日業務量しか設定して

おらず、大型橋りょう点検車の仕様を踏まえて、 2作業班で作業を行うことを前提とした日

業務量を示していないことは適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

（低減できた積算額）

18、19両年度の構造物点検業務において、大型橋りょう点検車の運転経費を、 2作業班

で点検を行うこととして算定すると、前記の運転経費の積算額は、18年度 5552万余円、19

年度 4802万余円となり、それぞれ 4771万余円、4484万余円、計 9255万余円低減できたと

認められた。
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（発生原因）

このような事態が生じていたのは、積算基準における大型橋りょう点検車を使用する場合

の日業務量の設定に当たり、大型橋りょう点検車の仕様を踏まえた経済的な積算の検討が十

分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、会社は、20年 9月に、構造物点検において大型橋

りょう点検車を使用する場合の運転経費の積算に当たっては、日業務量を 2倍した値により

算出するよう積算基準を改訂して、同月から適用する処置を講じた。

（参 考 図）

2作業班による作業の概念図
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第52 阪神高速道路株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

高速道路の清掃業務費の積算について、作業の実態等に適合した適切なものとするよ

う改善させたもの

科 目 管理費用

休憩所等事業営業費用

部 局 等 阪神高速道路株式会社本社

工 事 名 阪神高速道路保全管理工事（平成 18年度）等 2件

工 事 の 概 要 高速道路の清掃業務、土木維持工事、電気通信設備維持工事等を委託

するもの

工 事 費 196億 5328万余円（平成 18、19両年度）

契約の相手方 阪神高速技術株式会社

契 約 平成 18年 4月、19年 4月 随意契約

清掃業務費の積
算額

10億 2205万余円（平成 18、19両年度）

低減できた清掃
業務費の積算額

3464万円（平成 18、19両年度）

1 高速道路の清掃業務の概要

� 保全管理工事の概要

阪神高速道路株式会社（以下「会社」という。）は、高速道路の機能の保持や通行車両の安

全かつ快適な走行に資することなどを目的として、高速道路の清掃業務、土木維持工事、

電気通信設備維持工事等（以下、これらを「保全管理工事」という。）を実施している。そし

て、会社は毎年度、高速道路の保全管理工事を随意契約により阪神高速技術株式会社に委

託して実施しており、その支払額は、平成 18年度 92億 1446万余円、19年度 104億 3882

万余円、計 196億 5328万余円となっている。

� 高速道路の清掃業務費の積算

保全管理工事の積算は、会社制定の「土木工事設計積算基準」（以下「積算基準」という。）

に基づき算定されている。このうち、高速道路の路面、パーキング、排水設備等における

清掃業務費の労務費の積算は、各種作業車両の運転手及び清掃作業員により構成されてい

る。そして、この清掃作業員の職種は、作業の種別により普通作業員又は軽作業員として

いる。

積算基準によれば、普通作業員とは普通の技能及び肉体的条件を有して、人力による土

砂等の掘削、積込み、運搬等各種作業を行うものなどとされていて、軽作業員とは主とし

て人力による軽易な清掃又は後片付けなど各種作業を行うものなどとされている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

毎年度継続的に行われている高速道路の清掃業務は、高速道路の重要な管理業務であり、

多額の経費を要している。
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そこで、本院は、本社及び大阪、神戸両管理部において、経済性等の観点から、清掃作業

員の職種及び労務費の積算が作業の実態等に適合した適切なものとなっているかに着眼し

て、高速道路の清掃業務費の積算額、18年度 5億 0303万余円、19年度 5億 1902万余円、

計 10億 2205万余円を対象として、契約書、設計書等の書類により、また、作業実態を確認

するなどの方法により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、作業の種別により次のような事態が見受けられた。

� 人力による清掃作業

清掃作業員の作業についてみると、次のとおりであった。

ア 路面清掃では、低速走行する清掃車に添乗して、紙くず、木切れなどのごみを発見の

都度、停車して、この清掃車から乗り降りしてごみを撤去することを主な作業としてい

た。

イ パーキング清掃では、パーキングエリア内の駐車場部分等の空き缶、紙くずなどのご

みを撤去することを主な作業としていた。
ます

ウ 排水桝清掃では、排水桝のグレーチングを開けて、桝内の土砂等を手が届く範囲内で

スコップ等により取り除くことを主な作業としていた。

会社は、上記アからウまでの各清掃における清掃作業員の職種について、いずれも普通

作業員による作業として積算していた。しかし、これらの作業は、特に技能を要するもの

ではなく、人力による軽易な作業と認められた。

� 高圧洗浄車を使用する清掃作業

排水管（内径 200�～300�）、縦断・横断側溝（内空断面の幅 600�、深さ 700�～1,200

�）、円形水路（内径 300�）、埋設管（内径 200�～400�）等の各排水設備の清掃作業は、
高圧の水流で管内又は側溝内の土砂等を除去する高圧洗浄車を使用して行っている。

これら各排水設備の清掃作業における清掃作業員は、高圧洗浄車の運転手と共に清掃作

業を行ったり、車両の操作助手等をしていたりしていた。

そして、排水管及び縦断・横断側溝清掃の清掃作業員の職種について、普通作業員とし

ていた。一方、同じ高圧洗浄車により同様な作業となっている円形水路及び埋設管清掃の

清掃作業員の職種については、軽作業員としていた。

上記のように、各排水設備の清掃作業が同様な作業となっているにもかかわらず、清掃

作業員の職種は、清掃を実施する排水設備の種類により区々となっている状況であった。

前記�、�の作業について、他の高速道路会社においては、軽作業員の労務単価により積
算していた。

これらについて、会社は、本院の検査を踏まえて、清掃作業員の労務費について実態調査

を実施した。その結果、清掃作業員の 1日当たりの平均労務単価は、軽作業員の労務単価と

同程度の水準となっていた。

したがって、これら清掃作業員について、作業の実態等を考慮せず、また、職種の整合性

等を図らずに普通作業員の単価を採用していることは適切とは認められず、改善の必要があ

ると認められた。

（低減できた積算額）

上記のことから、高速道路の清掃業務費について、清掃作業員の労務単価を実態調査に基
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づく労務単価により計算すると、18年度は 4億 8667万余円、19年度は 5億 0074万余円、

計 9億 8741万余円となり、前記の 10億 2205万余円を 3464万余円低減できたと認められ

た。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、会社において、高速道路の清掃業務費について、作業

の実態等に適合した積算を行うための検討が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、会社は、20年 9月に、高速道路の清掃業務費の積

算が適切なものとなるよう、清掃作業員の労務単価を軽作業員とする内容の積算基準に改正

して、同月以降の契約から適用する処置を講じた。
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第53 北海道旅客鉄道株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

複線区間での踏切除雪作業における安全を確保するための保安要員である列車見張員

の配置を適切なものとするよう改善させたもの

科 目 （款）鉄道事業営業費

部 局 等 北海道旅客鉄道株式会社本社及び 1支社

契 約 名 小樽保線管理室管内踏切除雪作業 2等 30契約

契 約 の 概 要 踏切及び踏切に近接した軌道周辺について除雪作業を行うもの

支 払 額 2億 8066万余円（平成 18、19両年度）

契 約 平成 18年 11月～19年 3月 随意契約（単価契約）

平成 19年 11月～20年 3月 随意契約（単価契約）

保安要員を適切
に配置していな
かった複線区間
の踏切に係る支
払額

1億 8160万円（平成 18、19両年度）

1 踏切除雪作業の概要

� 踏切除雪作業の概要

北海道旅客鉄道株式会社（以下「JR北海道」という。）は、毎年冬期に多くの降雪があるこ

とから、踏切を利用する自動車及び歩行者等の安全を確保するために、ショベル等を使用

する人力等による踏切除雪作業を多数施行していて、平成 18年 11月から 20年 3月まで

の間においては、12保線所等で、踏切 1,297か所の踏切除雪作業等について小樽保線管理

室管内踏切除雪作業 2等 144契約（18年度 70契約、19年度 74契約）を 41業者（以下「除雪

業者」という。）と単価契約で締結している。

� 踏切除雪作業の保安要員の配置

JR北海道工務部（以下「工務部」という。）は、軌道、土木、建築等各工事の保安対策につ

いて、「営業線工事保安関係標準示方書（在来線）」（平成 10年 4月制定。以下「工事示方書」

という。）及び「除雪作業標準示方書（在来線）」（昭和 62年 4月制定。以下「除雪示方書」とい

う。）を定めている。

また、工務部は、線路内又は線路に近接する工務関係の作業等における触車事故を防止

することを目的として、安全上必要となる具体的な措置について、「工務関係触車事故防

止マニュアル」（平成 8年 2月制定。以下「マニュアル」という。）を定めている。

踏切除雪作業の契約においては、工事示方書、除雪示方書及びマニュアル（以下、これ

らを「示方書等」という。）により施行することとしており、示方書等に基づく保安要員の配

置が必要となっている。

保線所等の監督員等は、踏切除雪作業前に、除雪業者から、除雪示方書に定められた書

式に従って、作業場所、列車見張体制の確立方法等を記入した作業打合せ票等の書類の提

出を受けて、示方書等に定められた保安要員の配置等の確認、列車ダイヤ等の打合せなど
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を行うこととしている。

� 列車見張員の配置及び任務

示方書等は、線路内又は線路に近接して作業を行う場合には、見張業務に専念する保安

要員として列車見張員を配置することとしている。列車見張員は、列車等の接近通過の監

視、作業指揮者等への列車接近合図を行い、作業従事員等の待避完了後は、列車乗務員へ

の待避完了の合図を行い、事故発生のおそれのある場合には、直ちに列車を停止させるた

めの措置等を執り、事故を未然に防止することとされている。

そして、マニュアルは、線路状況に見合った列車見張員の配置を定めており、複線区間

においては、上下線の間又は上下線に作業現場がまたがる場合には、上下線に同時に列車

が接近通過することがあるため、上下線それぞれに列車見張員 1名、計 2名を配置するこ

ととしている。

なお、労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）第 554条は、鉄道事業者及び請負業

者に、列車との触車事故防止のため、軌道内等の作業における監視人（列車見張員を指

す。）の配置の措置を義務付けている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、JR北海道等が発注等した軌道工事等における相次ぐ列車との触車事故が及ぼす

社会的、経済的影響にかんがみて、本社（釧路支社を含む。）、旭川支社及び函館支社におい

て、踏切及び踏切に近接した軌道周辺で行う踏切除雪作業の契約が、合規性等の観点から示

方書等に定められた保安要員が適切に配置されたものとなっているかなどに着眼して会計実

地検査を行った。そして、JR北海道が 18、19両年度に締結した前記の踏切除雪作業 144契

約（18年度 70契約、19年度 74契約）を対象として、契約書、作業打合せ票等の書類及び現

地における踏切除雪作業の状況を確認するなどして検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、本社及び函館支社が締結した 30契約（18年度 14契約、支払額 1億 0735

万余円、19年度 16契約、支払額 1億 7331万余円、支払額計 2億 8066万余円）の複線区間

の踏切除雪作業において、示方書等に定められた列車見張員の配置が適切になされていな

かった事態（18年度踏切 138か所、支払額 7077万余円、19年度踏切 161か所、支払額 1億

1082万余円、支払額計 1億 8160万余円）が見受けられた。

すなわち、踏切除雪作業ごとに提出される作業打合せ票において、複線区間の上下線に作

業現場がまたがる場合に 2名の配置が必要な列車見張員が 1名の配置となっているのに、監

督員等はこれを基に打合せを行った際に、不足している列車見張員についての増員の指示を

することなく、示方書等に定められた列車見張員を配置せずに踏切除雪作業を施行させてい

た。

上記のように、複線区間の踏切除雪作業に当たって、示方書等に定められた列車見張員を

適切に配置しておらず、契約が示方書等に基づき十分に履行されていない事態は、触車事故

防止による作業従事員等の安全確保等の点から適切とは認められず、改善の必要があると認

められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、JR北海道において、踏切除雪作業は、使用する除雪
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道具が軽量で簡易な作業であることから、一般の軌道工事と同様に線路内又は線路に近接し

て行う作業であるにもかかわらず、示方書等の遵守を保線所等及び除雪業者に対して十分に

周知徹底していなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、JR北海道は、各保線所等に対して 20年 9月に通知

を発するなどして、同年 10月以降契約する踏切除雪作業に当たっては、複線区間の上下線

それぞれに列車見張員を配置することなど、安全を確保するための保安要員の配置につい

て、保線所等及び除雪業者に対して示方書等を遵守させることを周知徹底し、保安要員の適

切な配置を図る処置を講じた。
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第54 東日本電信電話株式会社、第55 西日本電信電話株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

（ 1）（ 2） ADSLモデムのレンタルに当たり、回収した ADSLモデムの再利用数を拡大し、

購入費等の節減を図るよう改善させたもの

会 社 名 � 東日本電信電話株式会社

� 西日本電信電話株式会社

科 目 � 営業費用

� 営業費用

部 局 等 � 東日本電信電話株式会社本社

� 西日本電信電話株式会社本社

ADSLモデムの
レンタルの概要

通信サービスの提供に当たり、加入者宅内に接続する必要のある

ADSLモデムをレンタルするもの

ADSLモデムの
購入費等

� 購入費 207,500個 17億 2982万余円（平成 19年度）

処分費 120,548個 808万余円（平成 19年度）

計 17億 3790万余円（平成 19年度）

� 購入費 254,320個 22億 3900万余円（平成 19年度）

処分費 76,630個 565万余円（平成 19年度）

計 22億 4466万余円（平成 19年度）

節 減 で き た
ADSLモデムの
購入費等

� 81,566個 2億 2609万円（平成 19年度）

� 50,194個 2億 1469万円（平成 19年度）

節 減 で き た
ADSLモデムの
購入費等（推計）

� 71,000個 2億 3700万円（平成 16年度～18年度）

� 45,000個 1億 8400万円（平成 17、18両年度）

1 ADSLの概要

� ADSLモデムの概要

東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」という。）及び西日本電信電話株式会社（以

下「NTT西日本」という。）は、アナログ電話回線を使用したブロードバンド通信として、

平成 12年 12月からフレッツ ADSLを提供しており、20年 3月末の加入者契約件数は

NTT東日本で約 241万件、NTT西日本で約 225万件となっている。

加入者は、フレッツ ADSLを利用する場合には電話回線を通じてデータを送受信する

ために、加入者宅内にディジタル信号を変復調する装置（以下「ADSLモデム」という。）を

接続しなければならず、そのために加入者は ADSLモデムを家電販売店等で購入する

か、両会社から購入する又はレンタルを受ける必要がある。

両会社が加入者に販売又はレンタルしている ADSLモデムは、電子回路基板と合成樹

脂製の外装部品を組み合わせた構造となっている。そして、両会社は、それぞれ提供する

すべての通信速度に対応できる現行機種を 19年度に、NTT東日本は 207,500個、17億
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2982万余円、NTT西日本は 254,320個、22億 3900万余円でメーカーから購入している。

� ADSLモデムの再利用

一方、両会社は、加入者の光サービスへの変更等で不要になった ADSLモデムのう

ち、両会社がレンタルしている ADSLモデムを回収して、再利用品であることを表示し

た上で新規契約者にレンタルしたり、故障交換用として使用したりしている。

このため、両会社は、回収した ADSLモデムを再利用できるか否かを判断するための

利活用判断基準や、再利用できる場合に行うクリーニング作業等の業務仕様書を定めてお

り、それに基づいて、変色、汚れ、傷の目視確認、機能確認等を行う利活用認定作業や、

利活用が可能であると認定した ADSLモデムを加入者が満足できる程度までの清掃を行

う機器再生作業等を NTT東日本は 16年 7月から、NTT西日本は 17年 9月から外部の会

社に委託している。そして、両会社は、19年度に、これらの作業を受託した会社（以下

「受託会社」という。）に対して NTT東日本は 238,594個、 3億 9751万余円、NTT西日本

は 214,425個、 3億 9324万余円の作業委託費を支払っている。

また、両会社は、廃棄決定となった ADSLモデムの処分を産業廃棄物処理業者に委託

しており、19年度に NTT東日本は 120,548個、808万余円、NTT西日本は 76,630個、

565万余円の処分費を支払っている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

次世代ネットワーク等光サービスの普及、拡大とともに、フレッツ ADSLの加入者総数

は減少してきているが、フレッツ ADSLは、光サービスに比べて安価なサービスでもあ

り、光サービス未提供エリアを中心に需要があることから、両会社は、引き続き ADSLモ

デムを前記のとおり大量に購入している。

一方、両会社は、経費の節減など経営の効率化に努めるとともに、環境基本法（平成 5年法

律第 91号）の基本理念にのっとり策定された循環型社会形成推進基本計画（平成 15年 3月閣議

決定）等に沿って、従来から行っていた撤去ケーブル等の再資源化、回収した通信機器の再

利用、廃棄物の発生抑制など環境負荷の低減にも取り組んでいる。

そこで、本院は、NTT東日本の 13支店
（注 1）

及び NTT西日本の 17支店
（注 2）

において、経済性等に

加え環境保全の観点から、両会社が、経費節減とともに、環境負荷の低減を考慮して、

ADSLモデムの回収、再利用を適切に行っているかなどに着眼して会計実地検査を行った。

そして、受託会社が作成した実績報告書に基づき、19年度に回収した ADSLモデムの利活

用判断結果を確認するとともに、ADSLモデムが回収、集積される受託会社の作業現場で、

廃棄決定となった ADSLモデムの現況を調査するなどの方法により検査した。

（注 1） NTT東日本の 13支店 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、長野、新潟、宮

城、福島、岩手、山形、秋田各支店

（注 2） NTT西日本の 17支店 大阪、大阪東、京都、滋賀、名古屋、静岡、岐阜、金沢、福

井、広島、山口、愛媛、高知、福岡、北九州、熊本、鹿児島各支店

（検査の結果）

検査したところ、19年度に回収した ADSLモデムの個数は 331,676個（NTT東日本

193,991個、NTT西日本 137,685個）で、そのうち再利用した個数は 180,428個（同 94,863

個、同 85,565個）、汚損、破損、機能不全などの理由で廃棄した個数は 151,248個（同 99,128
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個、同 52,120個）となっていたが、廃棄されたものには、電子回路基板の機能に問題がない

ものの、外装部品が汚損、破損しているため再利用できないと判断されたものが含まれてい

た。

しかし、外装部品が汚損、破損している ADSLモデムは、外装部品を新しいものに交換

（以下「部品交換」という。）すれば、加入者が満足できる程度まで再生でき、再びレンタル用

として使用可能であると認められた。

したがって、廃棄された 151,248個のうち、機能不全であったり、構造が複雑で部品交換

が困難であったりして、再生が難しいと判断されたものを除く 131,760個（NTT東日本

81,566個、NTT西日本 50,194個）は、部品交換により再利用できたと認められた。

なお、受託会社において、廃棄決定された後、作業現場に保管されていた 1,999個（同 599

個、同 1,400個）の ADSLモデムを調査したところ、中には部品交換を行うまでもなく再利

用が可能であると認められるものも見受けられた。

このように、両会社が経営の効率化に努めて、環境負荷の低減にも取り組んでいる中で、

再利用できる ADSLモデムを廃棄して、新規購入している事態は適切とは認められず、改

善の必要があると認められた。

（節減できた購入費等）

上記のことから、廃棄された ADSLモデム 151,248個（NTT東日本 99,128個、NTT西日

本 52,120個）のうち、前記のとおり部品交換により再利用できたと認められた 131,760個（同

81,566個、同 50,194個）について、すべてを再利用していたとすれば、部品交換に要する費

用を考慮しても、購入費等を NTT東日本で 2億 2609万余円、NTT西日本で 2億 1469万余

円節減することができたと認められた。

なお、前記の事態は、両会社において、18年度以前にも見受けられ、本院がフレッツ

ADSL解約数等を用いて、18年度以前に廃棄された個数のうち再利用できた個数及び節減

できた購入費等を推計したところ、廃棄された約 201,000個（NTT東日本は 16年度から

18年度で約 121,000個、NTT西日本は 17、18両年度で約 80,000個）のうち、再利用できた

個数は約 116,000個（同約 71,000個、同約 45,000個）、節減できた購入費等は、NTT東日本

約 2億 3700万円、NTT西日本約 1億 8400万円となる。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、ADSLモデムを再利用できるか否かを判断するための

利活用判断基準が明確でなく、受託会社の担当者により異なる判断を下していたこと、ク

リーニング作業等の業務仕様書において部品交換による再利用が明確になっていなかったこ

となどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき両会社の本社は、NTT東日本は 20年 10月から、

NTT西日本は同年 7月からそれぞれすべての作業現場で部品交換の作業を順次開始させる

とともに、同年 9月に利活用認定作業における利活用判断基準を明確にする文書を各支店や

受託会社に発するなど、判断の均一化を図る体制を整備して、回収した ADSLモデムの再

利用数を拡大する処置を講じた。
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第56 株式会社かんぽ生命保険

意見を表示し又は処置を要求した事項

保険金等の支払に当たり、被保険者の死亡後に年金の速やかな支払停止をしたり、未

請求となっている保険金等について効果的な請求勧奨をしたりすることにより支払が

適切に行われるよう意見を表示したもの

科 目 経常費用 保険金等支払金

部 局 等 株式会社かんぽ生命保険（平成 19年 9月 30日以前は日本郵政公社）

保険金等の支払
の概要

保険契約に基づき、受取人からの支払請求を受けて、保険金等を支払

うもの

検査対象とした
サービスセン
ター、支店及び
郵便局

5サービスセンター、33支店及び 45郵便局

被保険者の死亡
した事実を把握
した後も支払が
停止されていな
い年金過払額

3196万円（平成 18、19両年度）

他の保険契約の
支払請求により
支払事由の発生
が把握できるが
未請求のままと
なっている保険
金等の額

1億 4492万円（背景金額）（平成 19年度）

【意見を表示したものの全文】

（平成 20年 10月 31日付け 株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長あて）

保険金等の適切な支払について

標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

1 生命保険業務の概要

� 生命保険業務の状況

日本郵政公社（平成 19年 10月 1日解散。以下「公社」という。）は、簡易生命保険法（昭和

24年法律第 68号。平成 19年 10月 1日廃止）に基づき、簡易生命保険の業務を実施してい

たが、19年 10月の郵政民営化に伴い、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

（以下「機構」という。）は、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）等に基づき、公社が行って

いた簡易生命保険の契約（以下「旧契約」という。）の管理に関する業務を承継した。そし

て、貴会社は、機構からの委託を受けて、旧契約の管理に関する業務を行うとともに、保

険業法（平成 7年法律第 105号）等に基づき生命保険の業務（以下、19年 10月以降に貴会社

が提供する生命保険の契約を「新契約」という。）を行っている。

そして、貴会社は、新契約及び旧契約（以下、これらを合わせて「保険契約」という。）に
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係る保険金の支払等の業務の一部を郵便局株式会社に委託しており、郵便局株式会社は、

当該業務を郵便局において実施している。

� 保険金等の支払

ア 支払請求の方法

保険契約は、基本契約の部分と、入院や身体障害時等に保険金を支払うこととするな

ど、基本契約の保障内容を更に充実させるために基本契約に付加する特約の部分に分か

れる。そして、貴会社は、基本契約及び特約について、簡易生命保険法や約款に定めら

れた支払事由が発生した場合に、保険金、年金及び還付金（新契約の場合は返戻金。以

下同じ。以下、これらを合わせて「保険金等」という。）を受取人からの支払請求に基づ

き、請求内容を審査した上で支払うこととなっている。

受取人は、支払請求に当たり、支払請求書に保険証書（新契約の場合は保険証券。以

下同じ。）や診断書等の書類を添付して、郵便局又は貴会社の支店（以下「郵便局等」とい

う。）に提出することとなっている。

イ 支払の方法

支払の方法には、次のとおり、即時払いと通常払いとがある。

� 即時払い

郵便局等は、保険金等の受取人から提出を受けた支払請求書及び関係書類を確認し

て、その内容に不備がなく一定の要件を満たしている場合は、郵便局等の窓口に設置

されたかんぽ総合情報システム等（以下「情報システム」という。）の端末（以下「窓口端

末」という。）を使用して支払処理を行うなどにより、保険金等をその場で支払う。そ

して、郵便局等は、支払請求書等を、貴会社が保険契約の管理業務等を行うため全国

5か所に設置しているサービスセンター（以下「センター」という。）に送付する。セン

ターは、送付を受けた支払請求書等の内容を精査して、保険金等の支払が適切であっ

たかなどを確認している。

� 通常払い

即時払いができない場合等は、郵便局等は受取人から提出を受けた支払請求書等を

センターに送付する。センターは支払請求書等の内容を審査して、保険金等の支払の

可否を決定して、支払うこととした場合には、受取人の預貯金口座への振込みや、受

取人に対して郵便局等で受領するための支払通知書を送付することにより保険金等を

支払う。

19年度における即時払いの比率をみると、保険金及び還付金の全体で約 8割、死

亡保険金で約 6割、入院保険金で約 4割となっているが、近年は通常払いが増加する

傾向となっている。

ウ 年金の支払停止の方法

年金の受取人が継続口座振込みの請求を行った場合は、年金を受取人の預貯金口座に

振り込むことにより支払うこととなるが、この場合は、被保険者の生死の事実を確認す

る必要があるので、被保険者に対して毎年 1回現況届の提出を求めたり、保険契約者や

受取人に対して被保険者が死亡したときは遅滞なく死亡通知書を提出するように求めた

りしている。そして、貴会社は、現況届が提出されない場合や死亡通知書が提出された

場合に、年金の支払を停止することとなっている。
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エ 支払請求の勧奨

保険金等の支払は、受取人からの支払請求に基づき行われることから、貴会社は、保

険金等の請求漏れを防止するために、保険契約者に対して毎年 1回「ご契約内容のお知

らせ」を送付するとともに、原則として貴会社が保険金等の支払事由の発生を把握でき

る保険契約の保険契約者に対して各種の案内書を送付するなど、支払請求の勧奨を行っ

ている。

勧奨の実施に当たっては、情報システムに登録されたデータを利用するなどしてい

る。

� 支払管理態勢の整備

近年、生命保険会社において、保険金等の不適切な不払等の問題が発覚して、大きな社

会問題となっている。これらの状況を踏まえて、総務省は、19年 5月に公社に対して、

簡易生命保険業務における保険金等の支払管理態勢に関して報告を求めた。これを受け

て、公社は、同年 6月に過去の事案について、保険金等の支払漏れ又は請求勧奨すべき事

案の検証（以下「支払検証」という。）を実施して、また、今後の事案について、保険金等の

支払漏れを防止して、保険金等を支払うべき事案について請求勧奨を促進する支払管理態

勢の整備をする旨報告している。

貴会社は、上記報告の内容を踏まえて、公社の保険金等の支払について支払検証を実施

しており、その結果判明した保険金等の支払漏れ又は請求勧奨すべき事案に対して、保険

金等を支払い又は請求勧奨する対応を含めて、21年度中に支払検証を完了することとし

ている。そして、適切な保険金等の支払の業務等を行うために、事業戦略の一環として、

支払管理態勢の高度化を含む「引受・支払態勢の再構築に向けた事務・システム改革」を実

施している。しかし、支払検証はこれに必要な情報処理システム等の整備が行われた後に

開始されていて、現時点では間もないこともあり、今後の支払管理態勢についての具体的

な施策を体系的に示すまでには至っていない状況となっている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、従前から公社が実施していた簡易生命保険業務における保険金等の支払に対する

検査を実施しており、20年次も引き続き、合規性等の観点から、18、19両年度に支払った

保険金等を中心にして、その支払が適切に行われているかに着眼して検査した。そして、本

社及び仙台、東京、岐阜、京都、福岡の 5センター並びに各センター管内の 33支店（13統

括支店を含む。）及び 45郵便局において、保険証書等の書類により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 年金の過払状況

貴会社は、年金保険契約の被保険者が死亡した事実を情報システムに登録して年金の速

やかな支払停止を行うための方策の一つとして、保険契約に基づく死亡保険金の即時払い

時に、死亡した被保険者と同一の者を被保険者とする年金保険契約が存在する可能性があ

れば、窓口端末により、支払請求書に「要年金契約確認」と印字することとしている。そし

て、この場合に、郵便局等は、窓口端末を用いて被保険者の名寄せを行い、年金保険契約

の被保険者が同一人であるかを確認することになっていて、死亡保険金の受取人が年金保
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険契約の被保険者の相続人等である場合には、年金保険契約に係る死亡通知書を提出する

よう説明することになっている。しかし、相続人等以外である場合には、個人情報を不当

に明らかにしてしまうおそれがあるとして、このような説明をすることになっていない。

また、貴会社によれば、死亡通知書が提出される場合よりも、年金保険契約の被保険者

の死亡に基づき発生する還付金（以下「死亡還付金」という。）の支払請求をもって、死亡の

通知とみなす場合が多いとのことである。一般に年金保険契約では、保険契約者と被保険

者が同一人である場合が多いとされており、保険契約者（被保険者）が死亡した場合は、死

亡還付金の受取人は保険契約者（被保険者）の相続人となる。そして、相続人が複数存在す

る場合は、相続人全員の協議により代表者を定めて死亡還付金の請求を行わなければなら

ないこととなっている。

これらの要因により、死亡の通知が遅延して、被保険者が死亡した場合に年金の速やか

な支払停止が行われていないおそれがあることから、被保険者が死亡した後における年金

の過払いの状況についてみたところ、次のような状況となっていた。

ア 債権として認識した年金過払い

被保険者の死亡後も年金の支払が停止されておらず、後日、死亡還付金の請求等によ

り、年金が過払いとなっていることが判明したため、各センターにおいて年金過払いに

係る債権として管理することとなったものが、18年度 496件、過払金額 1億 0140万余

円、19年度 526件、過払金額 1億 1406万余円見受けられた
（注 1）

。

上記年金過払いのうち、年金保険契約の被保険者と同一人を被保険者とする保険契約

があり、かつ、当該保険契約の死亡保険金が請求された以降も年金が停止されずに、過

払いとなっていた契約が、18年度 82件、過払金額 1405万余円、19年度 97件、過払金

額 1602万余円見受けられた
（注 2）

。

＜事例＞

貴会社は、年金保険に加入している被保険者 Aに年 4回、継続口座振込みにより

年金を支払っていた。Aは終身保険にも加入しており、平成 17年 12月に Aが死亡

したことから、死亡保険金の受取人は 18年 1月に郵便局に死亡の事実を証明する書

類を提出して死亡保険金を請求して、即時払いにより保険金を受領していた。しか

し、その際、年金保険契約に係る死亡通知書等は提出されず、郵便局及びセンターは

年金の支払停止のための事務処理を行わなかったために、口座振込みによる年金の支

払が継続された。そして、現況届が提出されなかったことにより同年 11月に支払が

停止されるまでの同年 1月から 8月までに係る 8か月分の年金 959,188円が過払いと

なっていた。当該年金保険契約については、19年 11月に死亡還付金の請求に基づい

て、死亡処理が行われた。

上記の過払金額は、会計実地検査時点（20年 4月）において、回収されていない。

イ 新たに把握された年金過払い

上記アのとおり、貴会社は年金過払いを債権として認識していたが、本院は各セン

ターにおいて、19年度に即時払いした死亡保険金に係る保険契約約 24万件のうち、

51,420件を抽出して、死亡保険金の支払請求書に「要年金契約確認」と印字されていた保

険契約 3,417件について確認した。その結果、死亡保険金に係る保険契約の被保険者と

同一人を被保険者とする年金保険契約について、年金が過払いとなっていた契約が 21
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件あり、このうち、死亡保険金が請求された以降も年金が停止されず、過払いとなって

いた契約が 18件、過払金額 188万余円見受けられた
（注 3）

。

なお、上記ア及びイの事態のように年金の速やかな支払停止が行われない要因について

みると、即時払いした死亡保険金に係る保険契約の被保険者と年金保険契約の被保険者が

同一人で、かつ、死亡保険金の受取人が年金保険契約の被保険者の相続人等である場合

に、死亡通知書の提出を受けていない状況が見受けられた。

一方、死亡保険金を通常払いとする場合は、「要年金契約確認」と印字されることはな

く、また、郵便局等においては、死亡した当該被保険者を受取人とする年金保険契約が存

在する可能性を調査することとなっていないために、年金保険契約に係る被保険者の死亡

の事実を確認して、当該年金の速やかな支払停止を行うことは困難な状況となっていた。

� 保険金等の未払状況

ア 年金保険契約に係る死亡還付金等

年金保険契約の被保険者が死亡した場合は、死亡還付金が発生していたり、当該年金

保険契約に係る未払の年金が存在していたりする場合がある。死亡通知書の提出があっ

た場合には、当該契約については、これら死亡還付金等の有無を調査することになって

いるが、死亡通知書の提出がない場合には、この調査は行わないことになっている。

また、前記のとおり、貴会社は、保険金等の請求漏れを防止するために、保険金等の

支払請求を勧奨する各種の案内書を送付しており、このうち還付金等の支払事由発生後

1年経過した翌月には、保険金等支払案内書（以下「支払案内書」という。）を送付してい

る。しかし、死亡還付金については、支払案内書を送付することとなっていない。

これらの要因により、死亡還付金等について、請求勧奨が十分に行われていないおそ

れがあることから、前記の�イにおいて、「要年金契約確認」と印字された保険契約
3,417件の被保険者と同一人を被保険者としている年金保険契約について確認した。そ

の結果、受取人からの請求がなく、未払となっている死亡還付金等が存在する契約が

198件、未払金額 1億 3675万余円見受けられた
（注 4）

。

上記 198件のうち、年金保険契約に係る死亡通知書が提出されておらず、情報システ

ム上に被保険者の死亡の事実が登録されていなかった契約が 135件（約 68％）あり、被

保険者が死亡している事実が速やかに情報システム上に登録されていない状況となって

いた。

また、前記�のとおり、死亡保険金を通常払いとする場合は、「要年金契約確認」と印
字されないことや、郵便局員等による年金保険契約の有無の調査も行うことになってい

ないことから、年金保険契約に係る被保険者の死亡の事実を確認して、死亡還付金等の

請求勧奨を行うことは困難な状況となっていた。

イ 保険契約に係る保険金

保険契約に係る死亡保険金や入院保険金が請求された場合において、当該保険契約の

被保険者と同一人を被保険者とする複数の保険契約が存在して、支払うべき保険金が存

在しているが、未払となっている場合は、それらの保険契約についても請求勧奨を行う

必要がある。しかし、上記アの同一被保険者の死亡に係る保険契約と年金保険契約との

場合や、受取人から質問された場合等を除き、即時払い時及び通常払い時ともに、ほか

に保険金が未払となっている保険契約が存在するか調査することになっていない。
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このため、保険金が請求された保険契約の被保険者と同一人を被保険者とするその他

の保険契約が存在する場合に、請求勧奨が十分に行われていないおそれがあることか

ら、前記保険契約 3,417件の被保険者と同一人を被保険者とするその他の保険契約につ

いて確認した。その結果、受取人からの請求がなく、死亡保険金等が未払となっている

契約が 5件、未払金額 816万余円見受けられた。

なお、このほかにも、疾病入院保険金が支払われた保険契約の被保険者と同一人を被

保険者とするその他の保険契約がないか名寄せして確認したところ、疾病入院特約を付

加しているものの、保険金が請求されていない契約が見受けられた。この契約について

は、受取人から支払請求時に提出される診断書等に基づき審査を行わなければ本当に支

払事由が発生しているかどうかを確認できるものではないが、これらの中には保険金を

支払うことができるものも含まれていると考えられる。

� これまでの検査結果に基づき公社及び貴会社が講じた改善の内容

ア 改善の内容

これまでの検査結果に基づき、公社及び貴会社は、次のような改善を講じてきてい

る。

� 年金の過払防止

前記�の事態について、19年 10月から、死亡保険金を即時払いした場合におい

て、死亡した当該被保険者を受取人とする年金保険契約があり、死亡保険金の受取人

が相続人以外の者である場合は、郵便局員等が死亡報告書を作成して、年金保険契約

の被保険者が死亡した事実を情報システムに登録して、年金の速やかな支払停止を行

うこととした。

� 保険金等の未払の減少

前記�の事態について、19年 7月から、入院保険金の支払請求時に、受取人に対

して、ほかにも入院保険金の支払請求ができる保険契約がないか確認するよう説明す

ることとした。また、20年 4月から、死亡保険金又は入院保険金の即時払い時に、

同一人を保険者とするその他の保険契約が存在する可能性があれば、支払請求書に

「複数契約あり要確認」と印字して、郵便局員等は契約内容を確認して、適切な請求勧

奨を行うこととした。

イ 改善の実効性

上記の改善の内容は、次のような点において、年金の過払いを防止したり、保険金等

の未払を減少させたりするための十分なものとはなっていないと認められる。

� 前記�の事態について、死亡保険金の通常払い時において、同一被保険者の年金保

険契約を調査して、年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受けることとなっていな

いこと。また、即時払い時及び通常払い時ともに、郵便局等において、死亡保険金の

請求者が相続人であるが年金保険契約に係る死亡通知書の提出を要請しても直ちに提

出されない場合に、年金の速やかな支払停止を行うこととなっていないこと

� 前記�の事態について、保険金の通常払い時において同一被保険者のその他の保険

契約を調査したり、死亡還付金について支払案内書を送付したりするなど、情報シス

テム上のデータを基に、効果的な請求勧奨を行うこととなっていないこと
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（改善を必要とする事態）

上記のように、被保険者が死亡した年金の速やかな支払停止や支払事由が発生している保

険金等に係る適切な請求勧奨が行われておらず、過払いや未払が生じている事態は適切とは

認められず、改善の要があると認められる。

（発生原因）

このような事態が生じているのは、保険契約者等が被保険者の死亡の通知や保険金等の支

払請求等の手続を速やかに行っていないなどの事情にもよるが、貴会社において、次のとお

り、支払管理態勢が十分なものとなっていないことなどによると認められる。

ア 死亡保険金が請求されて、被保険者の死亡の事実を把握しているのに、当該被保険者を

受取人とする年金保険契約について年金の速やかな支払停止を行うための措置が十分に執

られていないこと

イ 死亡保険金等が請求された被保険者と同一人を被保険者とするその他の保険契約につい

て、死亡還付金等の効果的な請求勧奨を行うための措置が十分に執られていないこと

3 本院が表示する意見

早期の株式上場を目指す貴会社において、保険契約者、ひいては国民からの信頼を更に高

めて経営基盤の一層の整備を図ることは極めて重要である。そのための方策として、貴会社

は保険金等の支払管理態勢について一層の強化に取り組む必要がある。

ついては、貴会社は、これまでの本院の検査結果に基づき、前記のような改善を講じてき

ているが、さらに、支払検証の結果から判明した事態に対して適切に対応するとともに、今

回の検査結果を踏まえて、保険金等について過払いが生ずる事態を防止する一方、支払事由

の発生が把握できる場合は、未払が生じないように、適切な請求勧奨を行うよう、次のとお

り意見を表示する。

ア 年金の過払いを防止するために、死亡保険金の通常払い時において、同一被保険者の年

金保険契約を調査して、年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受けるなどの事務手続を

検討すること。また、即時払い時及び通常払い時ともに、郵便局等が、死亡保険金の請求

者である相続人に対して年金保険契約に係る死亡通知書を提出するよう説明しても直ちに

提出されない場合に、年金の速やかな支払停止を行うことができる事務手続を検討するこ

と

イ 保険金等の未払を減少させるために、保険金の通常払い時において同一被保険者のその

他の保険契約を調査したり、死亡還付金について支払案内書を送付したりするなど、情報

システム上のデータを基に効果的な請求勧奨を行うことができる事務手続を検討すること

（注 1） 件数及び過払金額は、支払うべき還付金等を相殺してもなお回収の必要がある要回収金

額が 1契約当たり 10万円以上の契約件数及び要回収金額。ただし、岐阜、京都両セン

ター分の件数は、被保険者ごとに契約をまとめた債権管理上の件数

（注 2） 件数は、岐阜、京都両センター分についても契約件数

（注 3） 件数及び過払金額は、支払うべき還付金等を相殺してもなお回収の必要がある要回収金

額がある契約件数及び要回収金額

（注 4） 件数及び未払金額は、回収すべき過払金額を相殺してもなお未払金額がある契約件数及

び未払金額
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第57 関西国際空港施設エンジニア株式会社

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

空港施設の維持管理等に係る契約の実施に当たり、競争の利益を享受するため、契約

方式を見直すなど契約事務を適切に実施するよう改善させたもの

科 目 外注費

部 局 等 関西国際空港施設エンジニア株式会社

契 約 名 平成 19年度関西国際空港旅客ターミナル地区清掃業務（その 1）等

201件

契 約 の 概 要 関西国際空港における滑走路、建築物、道路等施設の維持管理、運用

及び改良に関する業務を行うもの

検査の対象とし
た契約件数及び
契約金額

201件 54億 0780万余円（平成 19事業年度）

競争契約とする
ことが可能で
あった契約件数
及び契約金額

34件 14億 8857万円（平成 19事業年度）

1 関西国際空港施設エンジニア株式会社の概要

関西国際空港施設エンジニア株式会社（以下「関空エンジニア」という。）は、関西国際空港

における滑走路、建築物、道路等施設の維持管理、運用及び改良に関する業務等を行うこと

を目的として、平成 5年 7月に、国が資本金の 3分の 2を出資している関西国際空港株式会

社（以下「関空会社」という。）及び民間会社 11社の出資により、関空会社グループの一員とし

て設立された。その後、関空会社は、15事業年度から 3か年の「経営改善計画」を策定し

て、経営の抜本的合理化等による収益体質の強化を図る一環として、17年 4月に関空エン

ジニアの発行済株式の全部を取得した。これにより、関空エンジニアは、同月以降、関空会

社全額出資の子会社となった。なお、関空会社は、上記の経営改善計画後の中期計画とし

て、18事業年度から 3か年の「関空新中期計画」を策定して、この中で、子会社を含めた関

空会社グループ全体での経営改善方策等を定めている。

関空エンジニアは、前記の関西国際空港における施設の維持管理等の業務を、設立以降

16事業年度までは、空港土木施設、建築施設等の保守管理業務、建築施設清掃業務等の業

務項目別にそれぞれ随意契約により関空会社から請け負っていたが、関空会社の完全子会社

となった 17事業年度からは、「関西国際空港の施設等に係る運用、保守管理等に関する協定

書」を関空会社と締結して、これらの業務を 1本の契約で包括的に受託している。そして、

関空エンジニアが関空会社から受託している業務は、年々増加しており、19事業年度にお

けるこの受託業務に係る売上は 99億 7889万余円であり、これは関空エンジニアの売上の

95.9％を占めている。

関空エンジニアは、上記の受託業務を自ら実施する業務と民間会社等（以下「業者」とい

う。）に発注する業務に分けて実施しており、このうち業務を業者へ発注する場合の契約事務
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は、関西国際空港施設エンジニア株式会社契約規程（平成 5年 10月制定）及び関西国際空港施

設エンジニア株式会社契約規程運用基準（平成 5年 10月制定）に基づき行われている。そし

て、これらによれば業務を業者へ発注する場合の契約事務は、原則として競争契約によるも

のとされているが、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、契約に係る見込価格が少額

である場合等においては随意契約によることができることとされている。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

前記のように、関空エンジニアは、関空会社の完全子会社であり、関空会社は、関空新中

期計画において、経費節減の一方策として、本社業務の子会社への移譲、子会社と共同して

の業務原価、調達方法等の見直しなどを検討することとしている。

そこで、本院は、19事業年度に関空エンジニアが随意契約により業者と締結している契

約のうち、契約に係る見込価格が少額のものを除いた 201件（契約金額計 54億 0780万余円）

を対象として、合規性、経済性等の観点から、競争による利益の享受が可能なものはないか

などに着眼して、関空エンジニア本社において、協定書、契約書等の書類により会計実地検

査を行うとともに、随意契約の理由について報告を求めて、その理由別に分類して分析を行

うなどの方法により検査を行った。

（検査の結果）

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

関空エンジニアは、上記の 201件の契約については、契約の性質又は目的が競争を許さな

い場合などに該当するとして業務開始当初から業務を受注している業者と随意契約を締結し

ていた。そして、これらのうち 61件について随意契約を適用した具体的な理由として、履

行上の経験、知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通している者に履行させる必

要がある場合に該当するとしていた。

しかし、上記 61件のうち 34件の契約（計 14億 8857万余円）は、旅客ターミナルビルの清

掃、電気設備等の運用保守管理等の業務に係るものであり、業務に必要な仕様書又は作業マ

ニュアル等を整備したり、新規参入者に対して指導、研修及び監督を適切に行ったりするこ

となどにより、他の業者でも履行できると認められた。

したがって、これらの契約は、随意契約ではなく競争契約の適用が可能であると認められ

た。

この競争契約の適用が可能である契約件数及び契約金額を業務の種類別に示すと、次表の

とおりである。

表 競争契約の適用が可能である契約件数及び契約金額

（単位：件、円）

業 務 の 種 類 契約件数 契 約 金 額

建 築 施 設 清 掃 業 務 7 1,012,048,800

空港土木施設等保守管理業務 14 347,056,500

電気設備等運用保守管理業務 4 79,710,750

建 築 施 設 保 守 管 理 業 務 9 49,759,500

合 計 34 1,488,575,550
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＜事例＞

建築施設清掃業務（以下「清掃業務」という。）は、旅客ターミナル地区、貨物地区等での
ねずみ

清掃、鼠害虫駆除等を行うもので、対象施設を 7つの業務地区に分割して、清掃業者 7

社との間で、それぞれの地区ごとに随意契約（平成 19事業年度契約金額計 10億 1204万余

円）を締結していた。

関空エンジニアは、随意契約を締結している理由として、 6年 9月の開港時に、企画書

等を提出させて評価検討の上で選定した業者であること、また、一般のオフィスビルとは

違い、特にターミナル地区においては旅客等を意識した快適な清掃レベルが求められると

いう空港の特殊性等もあり、現場の状況等に精通している者に履行させる必要があること

から、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するとしていた。

しかし、この清掃業務は、契約の履行に関して関空エンジニアが設定する入札参加資格

に基づき、入札参加者の履行能力の審査を十分に行うなどして契約相手方を決定して、そ

の者が一定規模の一般商業施設の清掃業務を受注した実績等のある者であれば、新規参入

業者であっても、作業マニュアル等により適切な指導、研修等を行うことにより、十分に

履行できる業務であると認められた。

このように、関空エンジニアにおいて、契約方式の適用等について十分な検討を行わない

まま、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するとして随意契約を締結してい

て、競争性が確保されておらず競争の利益を享受できないものとなっている事態は適切とは

認められず、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、関空エンジニアにおいて、契約事務の執行に当たり、

競争性を確保することの重要性についての認識が十分でなく、合規性及び経済性の確保を図

るための検討が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、関空エンジニアは、契約事務における競争性を確保

するため、競争契約の導入について検討するなどして、前記 34件のうち、更新期限の到来

した 29件の契約をすべて競争契約に改めた。また、20年 9月に前記の運用基準を改定し

て、関係する各部長、室長あてに通知を発して、同月以降新たに発生する契約についても競

争契約の拡大が図られるよう周知徹底を図る処置を講じた。
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第 3節 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

第 1 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

検 査 対 象 54省庁等

是正措置の概要 本院が不当事項として検査報告に掲記したものについて、国損を回復

するなどのために省庁等が債権等を管理して債務者等から返還させる

などの是正措置を行うもの

是正措置が未済
となっている省
庁等、件数及び
金額

29省庁等、465件 13,180,403,233円

上記のうち金銭
を返還させる是
正措置が未済と
なっている省庁
等、件数及び金
額

28省庁等、462件 13,078,786,476円

（検査報告年度 昭和 21年度～平成 18年度）

1 不当事項に係る是正措置の概要

本院は、会計検査院法第 29条第 3号の規定に基づき、検査の結果、法律、政令若しくは

予算に違反し又は不当と認めた事項を不当事項として検査報告に掲記している。

省庁及び団体（以下「省庁等」という。）は検査報告に掲記された不当事項に対して、省庁等

が行った又は行う予定の是正措置について説明する書類を作成しており、この書類は「検査

報告に関し国会に対する説明書」として毎年国会に提出されている。

検査報告に掲記された不当事項に係る是正措置には次の方法がある。

� 補助金、保険給付金等の過大交付、租税、保険料等の徴収不足、不正行為に係る不当事

項に対して、省庁等が指摘金額相当額を債権として管理して、返還させたり徴収したりな

どすることによる是正措置（以下「金銭を返還させる是正措置」という。）

� 租税及び保険料の徴収過大等に係る不当事項に対して、省庁等が指摘金額相当額を還付

等することによる是正措置（以下「金銭を還付する是正措置」という。）

� 設計及び施工が不適切な構造物等に係る不当事項に対して、省庁等が手直し工事、体制

整備等を行うことによる是正措置（以下「手直し工事等による是正措置」という。）

� 会計経理の手続が法令等に違反しているが省庁等に実質的な損害が生じているとは認め

られないなどの不当事項に対して、同様の事態が生じないよう指導の強化を図るなどの再

発防止策を講ずる是正措置

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

検査報告に掲記した不当事項については、省庁等において速やかに不当な事態の是正が図

られるべきであるが、特に金銭を返還させる是正措置を必要とするものについては、金銭債

権としての性格上、管理が長期間にわたるものがあることも想定される。

そこで、本院は、合規性等の観点から、是正措置が適切に執られているか、債権の管理が
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適切に行われているかなどに着眼して検査した。そして、昭和 21年度から平成 18年度まで

の決算検査報告に掲記した不当事項について、関連する 54省庁等における 20年 7月末現在

の是正措置の状況を対象として、38省庁等において会計実地検査を行うとともに、残りの

16団体については、報告を求めて、報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

（検査の結果）

昭和 21年度から平成 18年度までの決算検査報告に掲記した不当事項についてみると、是

正措置が未済となっているものは 29省庁等における 465件 13,180,403,233円である。この

うち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは 28省庁等における 462件 13,078,786,476

円となっている。これを、平成 18年度決算検査報告に掲記した不当事項に係る状況と 17年

度以前の決算検査報告に掲記した不当事項に係る状況とに分けて記述すると、次のとおりで

ある。

� 平成 18年度決算検査報告に掲記した不当事項の是正措置の状況

検査の結果、平成 18年度決算検査報告に掲記した不当事項 361件（指摘金額の合計

10,162,477,361円）のうち、324件 9,440,833,779円
（注 1）

については 20年 7月末までに是正措置

が執られている。

一方、37件 721,643,582円については是正措置が未済となっていて、このうち、金銭を

返還させる是正措置を必要とするものが 36件 719,063,050円あり、その状況は表 1のとお

りとなっている。そして、手直し工事等による是正措置を必要とするもの
（注 2）

が 1件

2,580,532円ある。

金銭を返還させる是正措置を必要とするもののうち、日本郵政公社
（注 3）

が管理していた不当

事項に係る債権 18件 404,138,868円
（注 4）

については、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）に基

づき郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険（以下、これ

らの 3会社を合わせて「郵政 3社」という。）にそれぞれ承継されたこととなっている。この

うち 3件 72,887,665円の債権の一部である 50,655,518円については、20年 9月末現在

で、一部の書類の所在が確認できていないなどのために、郵政 3社各社の債権額として確

認するに至っていない。

（注 1） 324件 9,440,833,779円 金銭を返還させる是正措置を行ったものは 296件

7,673,310,810円、金銭を還付する是正措置を行ったものは 111,401,082円、手直し

工事等による是正措置を行ったものは 23件 1,196,135,043円、再発防止策を講ずる

是正措置を行ったものは 37件 459,986,844円となっている。なお、 1件について複

数の方法により是正措置を行ったものもあるため、是正措置の方法別の件数を合計

しても 324件と一致しない。また、指摘金額の一部でも是正措置が執られた場合

は、是正措置が執られた金額として計上しているが、是正措置が完了するまでは是

正措置が執られた件数として計上していない。以下、件数及び金額の記載方法は、

本文及び表において同じ。

（注 2） 手直し工事等による是正措置を必要とするもの 「海岸保全施設整備事業の実施に当

たり、被覆石の設計が適切でなかったため、護岸の所要の安全度が確保されていな

い状態になっているもの」について、手直し工事を実施中であるが完了に至ってい

ないものである（平成 18年度決算検査報告 275ページ参照）。
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（注 3） 日本郵政公社 平成 19年 10月 1日に解散して、その業務等は、独立行政法人郵便貯

金・簡易生命保険管理機構、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会

社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険に承継された。

（注 4） 18件 404,138,868円 平成 18年度決算検査報告に掲記した不当事項に係る債権であ

り、このうち、17件 350,898,156円に係る債権については、償却を実施して資産計

上から除外しているが、この債権の償却は当該債権の請求権を放棄するものではな

く、平成 20年 7月末現在で 349,861,102円を引き続き債権として管理している。

表 1 平成 18年度決算検査報告に掲記した不当事項のうち、金銭を返還させる是正措置の状況
（平成 20年 7月 31日現在 単位：件、円）

省庁又は団体名

金銭を返還させる
是正措置を必要と
するもの

是正措置が執られ
ているもの

是正措置が未済と
なっているもの

�返還させる必要があるもの �徴収不足のため
徴収すべきもの（租
税、保険料等）不正行為 左以外のもの（補助

金、保険給付金等）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

内閣府（金融庁） 1 3,735,160 1 3,735,160 0 0 ― ― ― ― ― ―

総務省 7 38,170,391 7 38,170,391 0 0 ― ― ― ― ― ―

法務省 1 1,502,442 1 1,502,442 0 0 ― ― ― ― ― ―

外務省 1 2,381,078 1 2,381,078 0 0 ― ― ― ― ― ―

財務省 3 1,039,695,490 2 1,001,262,291 1 38,433,199 ― ― ― ― 1 38,433,199

文部科学省 16 274,222,764 16 274,222,764 0 0 ― ― ― ― ― ―

厚生労働省 176 5,306,912,944 167 5,097,152,400 9 209,760,544 1 16,505,445 6 98,942,412 2 94,312,687

農林水産省 24 493,687,585 21 483,487,585 3 10,200,000 ― ― 3 10,200,000 ― ―

経済産業省 15 69,357,987 15 69,357,987 0 0 ― ― ― ― ― ―

国土交通省 16 129,519,827 16 129,519,827 0 0 ― ― ― ― ― ―

環境省 1 3,206,022 1 3,206,022 0 0 ― ― ― ― ― ―

防衛省 1 9,866,832 1 9,866,832 0 0 ― ― ― ― ― ―

省庁計 262 7,372,258,522 249 7,113,864,779 13 258,393,743 1 16,505,445 9 109,142,412 3 132,745,886

公営企業金融公庫 1 146,550,521 1 146,550,521 0 0 ― ― ― ― ― ―

国際協力銀行 1 8,423,015 60,480 1 8,362,535 1 8,362,535 ― ― ― ―

日本私立学校振興・共済事
業団 4 10,341,000 4 10,341,000 0 0 ― ― ― ― ― ―

日本郵政公社（是正措置完
了分） 32 285,598,521 32 285,598,521 0 0 ― ― ― ― ― ―

日本郵政公社（債権管理額
未確認分） 3 50,655,518 ― ― 3 50,655,518 3 50,655,518 ― ― ― ―

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機
構

1 3,790,219 1 3,790,219 0 0 ― ― ― ― ― ―

独立行政法人科学技術振興
機構 1 3,525,289 1 3,525,289 0 0 ― ― ― ― ― ―

独立行政法人日本学術振興
会 3 26,101,958 ― ― 3 26,101,958 ― ― 3 26,101,958 ― ―

独立行政法人宇宙航空研究
開発機構 1 2,233,959 1 2,233,959 0 0 ― ― ― ― ― ―

独立行政法人高齢・障害者
雇用支援機構 2 62,738,608 2 62,738,608 0 0 ― ― ― ― ― ―

独立行政法人雇用・能力開
発機構 1 44,085,380 20,922,380 1 23,163,000 ― ― 1 23,163,000 ― ―

独立行政法人都市再生機構 1 7,242,100 1 7,242,100 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人北海道大学 1 2,572,689 1 2,572,689 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人筑波大学 1 1,684,495 1 1,684,495 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人東京大学 1 9,834,939 1 9,834,939 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人静岡大学 1 1,253,777 1 1,253,777 0 0 ― ― ― ― ― ―

郵便事業株式会社 2 7,135,194 60,000 2 7,075,194 2 7,075,194 ― ― ― ―

株式会社ゆうちょ銀行 13 293,930,021 50,000 13 293,880,021 13 293,880,021 ― ― ― ―

株式会社かんぽ生命保険 7 52,418,135 987,054 7 51,431,081 7 51,431,081 ― ― ― ―

団体計 70 1,020,115,338 47 559,446,031 23 460,669,307 19 411,404,349 4 49,264,958 ― ―

総合計 332 8,392,373,860 296 7,673,310,810 36 719,063,050 20 427,909,794 13 158,407,370 3 132,745,886

注� 省庁又は団体名は、日本郵政公社以外は是正措置を行う省庁等の平成 20年 7月末現在の名称とし

ている。

注� 公営企業金融公庫は平成 20年 10月 1日に解散して、その業務等は地方公営企業等金融機構に承

継された。
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注� 国際協力銀行の国際金融等業務は平成 20年 10月 1日に株式会社日本政策金融公庫に、同行の海

外経済協力業務は同日に独立行政法人国際協力機構に、それぞれ承継された。

注� 日本郵政公社の民営・分社化前の平成 19年 9月末までに是正措置が執られた 32件 285,598,521円

及び 20年 9月末現在で郵政 3社各社における債権額として確認するに至っていない 3件 50,655,518

円については日本郵政公社の欄に記載している。

注� 日本郵政公社及び郵政 3社については、 1件が複数の会社に承継されていることなどから、「金銭

を返還させる是正措置を必要とするもの」欄の各団体の件数を合計しても、団体計には一致しない。

注� 是正措置が未済となっているもののうち、国際協力銀行、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社か

んぽ生命保険の全件並びに郵便事業株式会社の 1件 4,550,000円に係る債権については、償却を実施

して資産計上から除外しているが、この債権の償却は当該債権の請求権を放棄するものではなく、

債権自体は引き続き管理している。

� 平成 17年度以前の決算検査報告に掲記した不当事項の是正措置の状況

ア 是正措置の状況

検査の結果、昭和 21年度から平成 17年度までの決算検査報告に掲記した不当事項に

おいて、19年 9月末
（注 5）

現在で是正措置が未済となっていた 464件 13,523,569,365円のう

ち、36件 1,064,809,714円
（注 6）

については 20年 7月末までに是正措置が執られている。

一方、428件 12,458,759,651円については 20年 7月末までに是正措置が未済となって

いて、このうち、金銭を返還させる是正措置を必要とするものが 426件 12,359,723,426

円あり、その状況は表 2のとおりとなっている。そして、金銭を還付する是正措置を必

要とするもの
（注 7）

が 1件 156,225円、手直し工事等による是正措置を必要とするもの
（注 8）

が 1件

98,880,000円ある。

金銭を返還させる是正措置を必要とするもののうち、日本郵政公社が管理していた不

当事項に係る債権 251件 8,132,744,708円
（注 9）

については、郵政民営化法に基づき郵政 3社

にそれぞれ承継されたこととなっている。このうち 88件 2,808,100,778円の債権の一部

である 442,181,643円については、20年 9月末現在で、一部の書類の所在が確認できて

いないなどのために、郵政 3社各社の債権額として確認するに至っていない。

（注 5） 19年 9月末 平成 19年度に本院が省庁等に是正措置の状況の報告を求めた基準日で

ある。

（注 6） 36件 1,064,809,714円 金銭を返還させる是正措置を必要としたものが 35件

1,035,894,909円あり、このうち、金銭を返還させる是正措置を行ったものは 16件

798,555,917円、金銭を返還させたり徴収したりできずに不納欠損等による是正措置

を行ったものは 24件 237,338,992円となっている。このほか、金銭を還付する是正

措置を行ったものは 592,425円、手直し工事等による是正措置を行ったものは 1件

28,322,380円となっている。なお、 1件について複数の方法により是正措置を行っ

たものもあるため、是正措置の方法別の件数を合計しても 36件と一致しない。

（注 7） 金銭を還付する是正措置を必要とするもの 「大学病院における診療報酬の請求に当

たり、手術料等の請求額に過不足があったもの」について、過大請求額の一部が患

者等に対し未払となっているものである（平成 10年度決算検査報告 95ページ参

照）。

（注 8） 手直し工事等による是正措置を必要とするもの 「農村総合整備モデル事業の実施に

当たり、整備した農道が通行可能な道路に接続していないため、補助の目的を達し
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ていないもの」について、手直し工事を実施中であるが完了に至っていないもので

ある（平成 17年度決算検査報告 246ページ参照）。

（注 9） 251件 8,132,744,708円 平成 17年度までの決算検査報告に掲記した不当事項に係る

債権であり、このうち、234件 7,686,313,065円に係る債権については、償却を実施

して資産計上から除外しているが、この債権の償却は当該債権の請求権を放棄する

ものではなく、平成 20年 7月末現在で 232件 7,669,637,492円を引き続き債権とし

て管理している。

表 2 平成 17年度以前の決算検査報告に掲記した不当事項のうち、金銭を返還させる是正措置の状況
（平成 20年 7月 31日現在 単位：件、円）

省庁又は団体名

金銭を返還させる
是正措置を必要と
するもの

是正措置が執られ
ているもの

是正措置が未済と
なっているもの

�返還させる必要があるもの �徴収不足のため
徴収すべきもの（租
税、保険料等）不正行為 左以外のもの（補助

金、保険給付金等）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

裁判所 1 22,100,000 ― ― 1 22,100,000 1 22,100,000 ― ― ― ―

内閣府（警察庁） 1 2,261,856 ― ― 1 2,261,856 1 2,261,856 ― ― ― ―

法務省 8 260,360,737 ― ― 8 260,360,737 7 260,033,737 ― ― 1 327,000

外務省 2 18,965,374 1 6,478,099 1 12,487,275 ― ― 1 12,487,275 ― ―

財務省 22 199,594,329 2 12,023,863 20 187,570,466 3 88,130,131 ― ― 17 99,440,335

厚生労働省 100 2,804,181,279 15 632,869,079 85 2,171,312,200 12 118,588,142 57 971,730,680 16 1,080,993,378

農林水産省 11 978,520,637 285,579,325 11 692,941,312 1 47,313,172 8 639,052,267 2 6,575,873

経済産業省 11 86,392,904 1 12,786,041 10 73,606,863 1 29,601,833 8 42,548,239 1 1,456,791

国土交通省 4 58,930,481 400,000 4 58,530,481 3 54,618,171 1 3,912,310 ― ―

防衛省 7 50,742,044 2,177,112 7 48,564,932 6 44,849,257 1 3,715,675 ― ―

省庁計 167 4,482,049,641 19 952,313,519 148 3,529,736,122 35 667,496,299 76 1,673,446,446 37 1,188,793,377

農林漁業金融公庫 1 11,272,431 5,490,614 1 5,781,817 ― ― 1 5,781,817 ― ―

中小企業金融公庫 1 47,507,571 20,000 1 47,487,571 1 47,487,571 ― ― ― ―

日本郵政公社（債権管理額
未確認分） 88 442,181,643 ― ― 88 442,181,643 87 442,161,643 ― ― 1 20,000

独立行政法人情報通信研究
機構 1 23,672,520 1 23,672,520 0 0 ― ― ― ― ― ―

独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構 4 16,344,366 360,000 4 15,984,366 3 9,112,834 1 6,871,532 ― ―

独立行政法人雇用・能力開
発機構 4 219,913,569 6,485,871 4 213,427,698 ― ― 4 213,427,698 ― ―

独立行政法人国立病院機構 1 865,726 ― ― 1 865,726 1 865,726 ― ― ― ―

独立行政法人中小企業基盤
整備機構 3 175,629,297 76,384 3 175,552,913 ― ― 3 175,552,913 ― ―

国立大学法人旭川医科大学 2 2,806,308 2 2,806,308 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人千葉大学 5 3,864,366 5 3,864,366 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人東京医科歯科
大学 5 22,068,969 5 22,068,969 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人京都大学 1 24,008,650 450,000 1 23,558,650 1 23,558,650 ― ― ― ―

国立大学法人大阪大学 5 26,217,376 170,000 5 26,047,376 1 15,984,431 ― ― 4 10,062,945

国立大学法人奈良教育大学 1 15,000,000 112,000 1 14,888,000 1 14,888,000 ― ― ― ―

国立大学法人広島大学 1 176,948 1 176,948 0 0 ― ― ― ― ― ―

国立大学法人九州大学 1 30,140 1 30,140 0 0 ― ― ― ― ― ―

日本放送協会 2 132,208,140 ― ― 2 132,208,140 2 132,208,140 ― ― ― ―

阪神高速道路株式会社 1 17,934,120 ― ― 1 17,934,120 1 17,934,120 ― ― ― ―

東日本電信電話株式会社 1 35,553,995 35,000 1 35,518,995 1 35,518,995 ― ― ― ―

郵便事業株式会社 9 893,528,440 ― ― 9 893,528,440 6 761,884,261 ― ― 3 131,644,179

株式会社ゆうちょ銀行 157 4,761,152,360 1 11,541,822 156 4,749,610,538 156 4,749,610,538 ― ― ― ―

株式会社かんぽ生命保険 111 2,035,882,265 1 5,633,751 110 2,030,248,514 110 2,030,248,514 ― ― ― ―

独立行政法人農業者年金基
金 3 5,749,494 586,697 3 5,162,797 ― ― 3 5,162,797 ― ―

団体計 294 8,913,568,694 16 83,581,390 278 8,829,987,304 259 8,281,463,423 12 406,796,757 7 141,727,124

総合計 461 13,395,618,335 35 1,035,894,909 426 12,359,723,426 294 8,948,959,722 88 2,080,243,203 44 1,330,520,501

注� 省庁又は団体名は、日本郵政公社以外は是正措置を行う省庁等の平成 20年 7月末現在の名称とし

ている。

注� 農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫は平成 20年 10月 1日に解散して、その業務等は株式会

社日本政策金融公庫に承継された。
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注� 日本郵政公社の 88件 442,181,643円は、平成 20年 9月末現在で郵政 3社各社における債権額とし

て確認するに至っていないものである。

注� 日本郵政公社及び郵政 3社については、 1件が複数の会社に承継されていることなどから、「金銭

を返還させる是正措置を必要とするもの」欄の各団体の件数を合計しても、団体計には一致しない。

注� 是正措置が未済となっているもののうち、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、阪神高速道路

株式会社、東日本電信電話株式会社、郵便事業株式会社及び株式会社かんぽ生命保険の全件並びに

独立行政法人中小企業基盤整備機構の 2件（174,929,056円）及び株式会社ゆうちょ銀行の 155件

（4,745,860,538円）に係る債権については、償却を実施して資産計上から除外しているが、この債権

の償却は当該債権の請求権を放棄するものではなく、債権自体は引き続き管理している。

イ 金銭を返還させる是正措置が未済となっているものの現状

昭和 21年度から平成 17年度までの決算検査報告に掲記した不当事項のうち、金銭を

返還させる是正措置を必要とするもので 20年 7月末現在で是正措置が未済となってい

るものは 409件 11,917,541,783円
（注10）

である。これに対する直近 1年間（19年 8月 1日～20

年 7月 31日）の是正措置の進ちょく状況及び債務者等の状況を態様別に示すと、次のと

おりである
（注11）

。

（注10） 409件 11,917,541,783円 金銭を返還させる是正措置を必要とするもので平成 20年 7

月末現在で是正措置が未済となっている 426件 12,359,723,426円から 20年 9月末現

在で郵政 3社各社における債権額として確認するに至っていない 88件 442,181,643

円を控除したものである。なお、88件に係る債権のうち、管理すべき団体の一部が

確認できている 71件に係る未済額 2,354,349,962円は 409件 11,917,541,783円に含

めている。

（注11） 債務者等が複数いるために 1件に複数の態様がある場合は、それぞれの態様に件数を計

上しており、また、郵政 3社については各社ごとに件数を計上しているため態様別の件数

の計は 409件と一致しない。

� 債務者等が分割納付等を実施中であるもの 省庁 91件 2,135,238,613円

団体 109件 2,538,567,451円

これらは、分割納付等が行われているが、債務者等の資力により是正措置の進ちょ

くの度合いは区々となっている。また、これらに係る直近 1年間の返還額
（注12）

は、省庁

567,746,840円、団体 26,555,486円となっている。

（注12） 直近 1年間の返還額 元本に充当された額のみを含めており、延滞金等に充当された

額は含めていない。

� 債務者等に対する督促、資産調査等が行われているものの是正措置が進ちょくして

いないもの 省庁 88件 875,518,612円

団体 196件 5,686,420,881円

これらは、是正措置の完了に向け督促、資産調査等が行われているものの、是正措

置が進ちょくしていないものである。

このうち、団体における 185件 5,531,343,470円に係る債権については、償却を実

施して資産計上から除外しているが、この債権の償却は当該債権の請求権を放棄する

ものではなく、債権自体は引き続き管理している。
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� 債務者等が行方不明であるなどのため納付等の是正措置が進ちょくしていないもの

省庁 23件 518,978,897円

団体 4件 162,817,329円

これらは、債務者等が行方不明、収監中であるなどの理由により、是正措置が進

ちょくしていないものである。

3 本院の所見

上記 2�イのとおり、是正措置が未済となっているものの中には、債務者等の資力が十分
でなかったり、債務者等が行方不明であったりしていることなどのために、その回収が困難

となっているものも存在するが、省庁等において、適切な債権管理を行うことなどにより、

是正措置が適正かつ円滑に行われることが肝要である。

また、郵政 3社において、是正措置が未済となっている債権額を確認するに至っていない

事態が見受けられたが、郵政 3社各社が管理すべき債権額を早急に把握した上で適切な管理

体制を執るなどの措置を講ずる必要がある。

本院としては、是正措置が未済となっているものの状況について今後とも引き続き検査し

ていくこととする。
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第 2 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況につ

いて

検 査 対 象 63省庁等

検 査 の 概 要 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項として検査

報告に掲記したものについて、当該処置が履行されるまでその履行状

況を継続して検査するもの

改善の処置の履
行状況を検査し
た本院の指摘に
基づき当局にお
いて改善の処置
を講じた事項の
件数

218件（検査報告年度 平成 14年度～18年度）

上記のうち改善
の処置が一部履
行されていな
かったものの件
数

7件

1 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関する検査の概要

本院は、検査の過程において会計検査院法第 34条又は第 36条の規定による意見表示又は

処置要求を必要とする事態として指摘したところ、その指摘を契機として省庁や団体（以下

「省庁等」という。）において改善の処置を執ったものを、検査報告に「本院の指摘に基づき当

局において改善の処置を講じた事項」（以下「処置済事項」という。）として掲記している。

そして、本院は、毎年次策定している会計検査の基本方針にのっとり、検査の結果が予算

の編成・執行や事業運営等に的確に反映されて実効あるものとなるよう、その後の是正改善

等を継続して検査することとしている。検査報告に掲記した処置済事項についても、省庁等

が通知等を発するなどして講じた改善の処置（以下、当該処置を「改善の処置」という。）が履

行されること（改善の処置に基づき、その後の会計経理等が適切に行われることをいう。以

下同じ。）により実効あるものとなることから、当該改善の処置が履行されるまでその履行状

況を継続して検査している。

2 検査の結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、合規性等の観点から、改善の処置が履行されているかなどに着眼して検査した。

そして、平成 14年度から 18年度までの過去 5か年の決算検査報告に掲記した処置済事項に

ついて、関連する 63省庁等における改善の処置の履行状況を対象として、56省庁等におい

て会計実地検査を行うとともに、残りの 7団体については、報告を求めて、報告内容を確認

するなどの方法により、検査を行った。

（検査の結果）

� 過去 5か年の処置済事項及び改善の処置の履行状況

過去 5か年の決算検査報告に処置済事項として掲記した事項の総件数は 250件である。

このうち、掲記後に制度自体が廃止されているものなど 32件を除いた 218件について検

査したところ、改善の処置が履行されていたもの（以下「履行済」という。）が 127件、検査

した範囲では改善の処置が履行されていたもの（以下「検査分履行済」という。）が 84件、改

善の処置が一部履行されていなかったもの（以下「一部不履行」という。）が 7件、改善の処

置が全く履行されていなかったもの（以下「不履行」という。）が 0件となっていた。

第
3
章

第
3
節

不
当
事
項
に
係
る
是
正
措
置
等
の
検
査
の
結
果

第
2

― 928 ―



上記の改善の処置の履行状況を検査報告年度別及び省庁等別に示すと、表 1及び表 2の

とおりである。

表 1 検査報告年度別の改善の処置の履行状況 （単位：件）

検査報告
年度

処置済
事項数

（A＝B＋C）

掲記後に制度
自体が廃止さ
れているもの
などの事項数
（B）

検査対象の
処置済事項数
（C）

改善の処置の履行状況

履行済 検査分
履行済

一 部
不履行 不履行

平成
14年度 38 13 25 9 14 2 0

15年度 47 8 39 26 12 1 0

16年度 59 6 53 33 18 2 0

17年度 41 2 39 21 17 1 0

18年度 65 3 62 38 23 1 0

計 250 32 218 127 84 7 0

表 2 省庁等別の改善の処置の履行状況 （単位：件）

省庁等名
（平成 20年 7月 31日現在）

検査対象の
処置済
事項数

改善の処置の履行状況

履行済 検査分
履行済 一部不履行 不履行

国会（衆議院） 2 2

国会（国立国会図書館） 1 1

裁判所 4 4

内閣 1 1

内閣府（内閣府本府） 2 2

内閣府（警察庁） 1 1

総務省 4 4

法務省 3 2 1

外務省 3 2 1

財務省 6 5 1

文部科学省 8 4 3 1

厚生労働省 11 3 6 2

農林水産省 25 5 20

経済産業省 6 6

国土交通省 31 20 9 2

環境省 4 4

防衛省 12 10 2

国民生活金融公庫 1 1

農林漁業金融公庫 1 1

中小企業金融公庫 1 1

日本銀行 3 1 2

商工組合中央金庫 2 1 1

関西国際空港株式会社 1 1

成田国際空港株式会社 3 2 1

東日本高速道路株式会社 4 4
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（単位：件）

省庁等名
（平成 20年 7月 31日現在）

検査対象の
処置済
事項数

改善の処置の履行状況

履行済 検査分
履行済 一部不履行 不履行

中日本高速道路株式会社 4 4

西日本高速道路株式会社 4 4

独立行政法人国立文化財機構 1 1

独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構 4 4

独立行政法人農業生物資源研究所 2 2

自動車検査独立行政法人 1 1

独立行政法人農畜産業振興機構 1 1

独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター 2 2

独立行政法人日本貿易振興機構 1 1

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構 4 4

独立行政法人雇用・能力開発機構 1 1

独立行政法人労働者健康福祉機構 1 1

独立行政法人中小企業基盤整備機構 1 1

独立行政法人都市再生機構 2 1 1

独立行政法人奄美群島振興開発基金 1 1

独立行政法人日本原子力研究開発機構 2 2

独立行政法人住宅金融支援機構 1 1

国立大学法人秋田大学 1 1

国立大学法人筑波大学 1 1

国立大学法人千葉大学 1 1

国立大学法人東京大学 1 1

国立大学法人東京医科歯科大学 1 1

国立大学法人福井大学 1 1

国立大学法人山梨大学 1 1

国立大学法人広島大学 1 1

国立大学法人佐賀大学 1 1

日本放送協会 1 1

首都高速道路株式会社 4 4

阪神高速道路株式会社 3 3

北海道旅客鉄道株式会社 2 2

四国旅客鉄道株式会社 2 2

九州旅客鉄道株式会社 3 3

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社 1 1

東日本電信電話株式会社 10 1 9

西日本電信電話株式会社 11 1 10

郵便事業株式会社 2 2

株式会社ゆうちょ銀行 1 1

放送大学学園 1 1

計 223 132 84 7 0
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注� 下記の理由により、表 1及び表 2の「検査対象の処置済事項数」のそれぞれの計は一致しない。

� 平成 17年度の経済産業省と日本銀行に係る処置済事項は、同一事案として整理されているた

め、表 1では 1件としているが、表 2ではそれぞれ 1件を計上している。

� 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社に係る「改善の

処置の履行状況」には、16年度の日本道路公団に係る処置済事項 2件を上記 3会社にそれぞれ計

上している。

注� 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫は、平成 20年 10月 1日以降は株式

会社日本政策金融公庫となった。

注� 商工組合中央金庫は、平成 20年 10月 1日以降は株式会社商工組合中央金庫となった。

� 一部不履行のもののうち検査報告に掲記したものの概要

一部不履行のもの 7件のうち、特に、 2件については検査の結果、本章に不当事項とし

て掲記した。

この 2件の処置済事項の件名及び不当事項として掲記したものの概要を示すと次のとお

りである。

ア 生活保護費に係る返還金等の調定額の算出を適切に行わせることなどにより、生活保

護費国庫負担金の算定が適正なものとなるよう改善させたもの（厚生労働省・平成 16年

度決算検査報告 260ページ参照）

厚生労働省は、事業主体に対して、返還金等の調定額の適正な算出方法について周知

徹底を図るなどの改善の処置を講じていたが、千葉県木更津市は、国庫負担金の算定に

当たり、調定すべき返還金等の全額ではなく、当該年度に納入が可能な額についてのみ

調定して、これを返還金等の調定額として費用の額から控除していて、国庫負担金が過

大に算定される事態が生じており、不当事項として掲記した（前掲 296ページの「生活保

護費負担金の経理が不当と認められるもの」参照）。

イ 私立高等学校等経常費助成費補助金の加算単価の対象となる生徒等数の確認を適切に

行うことにより、補助金の算定を適正なものとするよう改善させたもの（文部科学省・

平成 17年度決算検査報告 109ページ参照）

文部科学省は、事業主体に対して、補助対象の要件に該当する具体例を示すなどして

加算単価の対象となる各事由の内容を明確に示すなどの改善の処置を講じていたが、兵

庫県は、加算単価の算定に当たり、県が特別な助成をしていないため加算単価の対象と

ならない生徒数を含めるなどしていて、補助金が過大に交付される事態が生じており、

不当事項として掲記した（前掲 202ページの「私立高等学校等経常費助成費補助金の経理

が不当と認められるもの」参照）。

3 本院の所見

一部不履行のものについては、関係省庁等において当該改善の処置について更なる周知徹

底を図るなどして、当該改善の処置が確実に履行されることが肝要であり、本院は、改善の

処置の履行状況を継続して検査していく。また、本院は、平成 19年度決算検査報告に掲記

した処置済事項及び検査分履行済のものについても、同様に改善の処置の履行状況を継続し

て検査していくこととする。
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第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの

検査要請事項に関する報告等

第 1節 国会及び内閣に対する報告

平成 19年 11月から 20年 10月までの間に、会計検査院法第 30条の 2の規定により国会及

び内閣に報告した事項は 7件あり、それぞれの報告事項名、報告年月日及び報告事項の「第 3

章 個別の検査結果」における掲記の状況は、次表のとおりである。

表 会計検査院法第 30条の 2の規定により国会及び内閣に報告した事項

事項

番号
報 告 事 項 名 報告年月日

報告事項の「第 3章 個
別の検査結果」における
掲記の状況

� 裁判員制度に係る広報業務の実施状況について
平成

19年12月 19日
―

�

介護保険における財政安定化基金を適切な基金

規模に保つため、都道府県が基金の一部を拠出

者に返還することが適切と判断した場合に、基

金規模を縮小できるような制度に改めるよう厚

生労働大臣に対して改善の処置を要求したもの

20年 5月 21日 「意見を表示し又は処置

を要求した事項」として

掲記

（354ページ参照）

�

厚生労働省において、療養給付費負担金の交付

額の算定を適切なものにするため、国民健康保

険における退職被保険者の被扶養者の適用を的

確に行うよう改善させたもの

20年 7月 25日 「本院の指摘に基づき当

局において改善の処置を

講じた事項」として掲記

（376ページ参照）

�

独立行政法人日本芸術文化振興会において、広

報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作

成し発行する方法に改めることにより、経済的

なものとするよう改善させたもの

20年 7月 25日 「本院の指摘に基づき当

局において改善の処置を

講じた事項」として掲記

（834ページ参照）

�
国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資してい
る法人における談合等に係る違約金条項の導入

状況等について

20年 7月 25日 ―

�

国土交通省において、談合等に係る違約金条項

について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴

金の納付を免除された事業者に対しても違約金

を請求することができるよう改善させたもの

20年 7月 25日 「本院の指摘に基づき当

局において改善の処置を

講じた事項」として掲記

（674ページ参照）

�

独立行政法人水資源機構において、談合等に係

る違約金条項について、課徴金減免制度の適用

を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対

しても違約金を請求することができるよう改善

させたもの

20年 7月 25日 「本院の指摘に基づき当

局において改善の処置を

講じた事項」として掲記

（847ページ参照）

上記の表に掲げた報告事項 7件のうち第 3章に掲記した 5件を除く 2件についての概要は、

次のとおりである。
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第 1 裁判員制度に係る広報業務の実施状況について

検 査 対 象 � 最高裁判所

� 法務省

裁判員制度に係
る広報業務の概
要

裁判員制度についての国民の理解と関心を深めて、国民の主体的な参

加が行われるようにするために、政府及び最高裁判所において制度の

意義、裁判員の選任の手続等について周知するもの

検査の対象とし
た裁判員制度に
係る広報業務の
契約件数及び金
額

� 14件 21億 5899万円 （平成 17、18両年度）

� 6件 2億 2885万円 （平成 17、18両年度）

1 検査の背景

� 裁判員制度の概要

司法制度改革の一環として、平成 16年 5月 28日に裁判員の参加する刑事裁判に関する

法律（平成 16年法律第 63号。以下「裁判員法」という。）が公布されて、公布後 5年以内に裁

判員制度が実施されることとなった。

裁判員制度は、国民の中から選任された者が裁判員として刑事訴訟手続に参加して、裁

判官と共に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはその量刑を決める制度である。

� 裁判員制度に係る広報業務の概要

ア 連携体制

裁判員法附則第 2条の規定においては、政府及び最高裁判所は、制度実施までの期間

において、国民が裁判員として裁判に参加することの意義、裁判員の選任の手続、事件

の審理及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなどして、制

度についての国民の理解と関心を深めて、国民の主体的な参加が行われるようにするた

めの措置を講じなければならないとしている。そこで、最高裁判所と法務省は協議を

行って、裁判員制度の広報に当たり、裁判所は裁判手続周知の広報、法務省は制度周知

の広報を中心に行うこととした。さらに、16年 8月、従来、刑事訴訟手続に関与して

いる裁判官、検察官及び弁護士（以下、これらを「法曹三者」という。）が協力・連携して

広報活動に取り組むように、最高裁判所、法務省及び日本弁護士連合会（以下「日弁連」

という。）により、裁判員制度広報推進協議会（以下「協議会」という。）が設置された。

これまでの法曹三者による連携としては、裁判員制度ロゴマークの共用、法の日週間

における記念行事や模擬裁判の共催、パンフレットの共同作成、印刷物等の相互利用の

ほかに、互いのイベントに法曹関係者・パネリストなどとして出席するなどの取組を

行っている。

イ 裁判所における実施状況

前記のとおり、裁判所は、主に裁判員制度における裁判手続の周知を目的とした広報

業務を行っている。最高裁判所は、裁判員制度全国フォーラム（以下「フォーラム」とい

う。）の開催、新聞・雑誌等各種媒体への広告掲載（以下「メディアミックス」という。）、

広報用映画等の制作、裁判員制度を周知するためのウェブサイトの構築等を実施してい
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る。また、全国の地方裁判所等は、出張説明会、模擬裁判等を実施している。

ウ 法務省における実施状況

前記のとおり、法務省は、主に裁判員制度の周知を目的とした広報業務を行ってお

り、裁判員制度シンポジウム（以下「シンポジウム」という。）の開催、広報用映画等の制

作、ポスター・パンフレットの作成、交通広告の掲載等を実施している。また、全国の

地方検察庁等は、出張説明会、模擬裁判等を実施している。

エ その他の関係機関における実施状況

日弁連は、協議会の構成員として広報業務を行っており、パンフレットの制作、ウェ

ブサイトの整備等を実施している。このほか、政府はこれまでに、内閣府の政府広報

や、司法制度改革タウンミーティング（16年度から 18年度まで開催）の実施により、裁

判員制度の広報を行っている。

� 「国の広報業務の実施状況について」平成 16年度決算検査報告に掲記した概要

本院は、国が実施している広報業務について、平成 16年度決算検査報告に特定検査対

象に関する検査状況として「国の広報業務の実施状況について」を掲記している。この中で

は、競争契約の拡大を図ること、複数の業者から仕様書案や企画書等（以下「提案書」とい

う。）を提出させるなどして、これらの内容や業務遂行能力が最も優れた者を選定する手続

（以下「企画競争」という。）において、参加者の公募、広報実施部局以外の者を加えた提案

書の審査、複数の具体的な採点項目の設定等により競争性、透明性の確保を図ること、予

定価格の算定において複数の者からの参考見積書の徴取や同種の実例の調査等により積算

の合理性の向上に努めること、他省庁の事例等の参照等により実効性のある検証を行うこ

となどが望ましいとしている。

� 裁判員制度広報に係る最高裁判所及び法務省における企画競争随契

最高裁判所及び法務省は、裁判員制度に係る広報業務の企画・実施についてのノウハウ

等の蓄積がないなどの理由により、直ちに競争入札を実施することは困難であることか

ら、業者選定の競争性、透明性の向上等の取組の一環として、企画競争を実施している。

裁判員制度広報に係る企画競争により選定した者を契約の相手方とする随意契約（以下「企

画競争随契」という。）の件数は、17、18両年度で最高裁判所において 14件、契約金額計

21億 5899万余円、法務省において 6件、契約金額計 2億 2885万余円となっている。

� 裁判員制度広報に係る一連の問題の概要

ア フォーラム及びシンポジウムに係る不適切な募集

17、18両年度の最高裁判所主催のフォーラム及び 18年度の法務省主催のシンポジウ

ムについては、企画競争により、株式会社電通（以下「電通」という。）が実施業務を請け

負っている。そして、電通は任意団体である全国地方新聞社連合会と提携して事業を実

施しており、同会に加盟する地方新聞社（46社 47紙）が地元で開催されるフォーラム及

びシンポジウムの運営を行っている。

上記フォーラムの実施に際して、17年度の 3会場（大阪市、和歌山市、千葉市）及び

18年度の 1会場（大阪市）において、参加者の応募状況が低調だったことなどから、開

催を運営した新聞社（ 2社）が人材派遣会社に金銭を支払うなどして参加者を募集してい

た事態が、19年 1月に発覚した。また、18年度のシンポジウムについても、 1会場（和

歌山市）において同様の事態が、19年 2月に発覚した。
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イ 最高裁判所における裁判員制度広報に係る契約手続の問題

最高裁判所が実施したフォーラムにおける上記の不適切な募集について、衆議院予算

委員会等の審議で、17年度フォーラム等において契約年月日が事実と異なる可能性が

高いなどの事項が指摘されて、最高裁判所は 19年 2月、同委員会から、内部調査を

行ってその結果を報告するよう要請された。最高裁判所が 19年 2月 28日に同委員会に

対して提出した「裁判員制度広報費調査報告書」（以下「最高裁報告書」という。）では、契

約書未作成の間に契約の履行行為が存在した裁判員制度広報に係る契約が、17年度

フォーラムを含めて 17、18両年度で計 14件、契約金額計 21億 5899万余円あったなど

とされている。

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点及び着眼点

前記の裁判員制度広報に係る一連の問題等を踏まえて、正確性、合規性、経済性、効率

性、有効性等の観点から、フォーラム及びシンポジウムにおける新聞社による不適切な募

集に係る経費を国が負担していないか、契約手続は会計法令等にのっとり適正に行われて

いるか、広報業務の実施状況は契約書類の内容と合致しているか、広報業務の実施に際し

て関係局課間の連絡体制は十分にとられているか、最高裁判所と法務省との連携は十分図

られているかなどに着眼して検査した。

� 検査の対象及び方法

17、18両年度において最高裁判所及び法務省が締結した裁判員制度広報に係る広告物

の制作、広報活動の企画・実施の請負等の企画競争随契（最高裁判所 14件、契約金額計

21億 5899万余円、法務省 6件、契約金額計 2億 2885万余円）を対象として、最高裁判所

及び法務省において、契約書、決裁書類、各事業の報告書等の関係書類により会計実地検

査を行った。また、 5地方裁判所
（注）

において、フォーラムの実施状況を確認するなどして検

査した。

（注） 5地方裁判所 東京、岐阜、松江、札幌、徳島各地方裁判所

3 検査の状況

� 最高裁判所

ア フォーラムにおける新聞社による不適切な募集

検査した範囲では、 2新聞社が不適切な募集に要した経費について、最高裁判所が

フォーラムの請負業者である電通を通じて請求を受けて経費を負担している事態は、現

時点で見受けられなかった。

イ 企画競争随契に係る不適切な契約手続

� 契約書の事後作成

最高裁判所は、14件の契約において、事業の実施を先行させて、契約書の作成等

を事後に行っており、このうち 3件については、契約書の作成を履行の完了後に行っ

ていた。そして、上記 14件のうち 10件において、事後に契約書を作成する際に、契

約書の日付を実際の日付よりさかのぼって記載していた。なお、上記 14件中の残り

の 4件については、上記のような事態が国会で指摘された時点（19年 2月 14日）では

契約書を作成していなかったがその後契約書を作成したものである。

また、14件の契約については、最高裁報告書の記載のほかに、内部決裁等につい
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ても、起案及び決裁の日付をさかのぼって記載していたり、ホームページ又は官報に

事実と異なる契約年月日を公表又は公示していたりするなどの事態が見受けられた。

これら不適切な契約手続の状況を態様別に整理すると次表のとおりとなる。

表 14件の契約における不適切な契約手続の状況

番号 年 度 契 約 名
契約
金額
（千円）

態 様

1 2 3 4 5 6

1 平成 17 裁判員制度広報用ビデオの制作 14,000 〇 〇 〇

2 17 裁判所ウェブサイトリニューア
ル等業務一式 31,198 〇 〇 〇

3 17 裁判員制度タウンミーティング
の企画及び企画実施業務 341,268 〇 〇

4 17 裁判員制度広報用ロゴ等の製造 2,880 〇 〇 〇

5 17 裁判員制度広報のメディアミッ
クス企画及び企画実施業務 599,550 注�

〇 〇 〇

6 17 裁判員制度広報用映画の制作 69,997 〇 〇

7 18 裁判員制度タウンミーティング
の企画及び企画実施業務 339,983 〇 〇

8 18 裁判員制度広報メディアミック
ス企画及び実施業務 599,970 〇 〇 〇

9 18
映画予告編広告（シネマアドバ
タイジング）用コンテンツの制
作

19,700 〇 〇 〇

10 18 裁判員制度広報用映画の制作 68,880 〇 〇

11 18
映画予告編広告（シネマアドバ
タイジング）用コンテンツ上映
の実施業務

25,993 〇 〇 〇

12 18 裁判員制度広報用イラスト入り
パンフレットの製造 12,957 〇 〇

13 18 裁判員制度広報用アニメーショ
ンの制作 27,996 〇

14 18 裁判員制度メールマガジン開設
等作業請負業務 4,620 〇

計 3 10 4 9 3 4

注� 態様欄の 1から 6までの区分は次のとおりである。
1 履行完了後に契約書が作成されていたもの

2 契約書を作成する際に事実と異なるさかのぼった契約年月日を記載していたもの

3 本件事態が国会において指摘された日（平成 19年 2月 14日）以降に契約書を作成したもの
4 事実と異なる契約年月日をホームページに公表していたもの

5 ホームページでの公表の有無が確認できないもの

6 特例政令の適用があるもので、事実と異なる契約年月日を官報に公示していたもの

注� 変更契約についてもさかのぼった契約年月日を記載していた。

また、上記の 14件以外の契約についても、確認できた範囲において、17、18両年

度における他の企画競争随契（21件、契約金額計 3億 5891万余円）及び企画競争随契

以外の裁判員制度広報関連契約（ 2件、契約金額計 656万余円）についても、契約書の

作成等の手続を実際には履行の着手後に行っているなどの事態が見受けられた。
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� 随意契約理由の妥当性の検討

最高裁判所は、企画競争の実施に際して、企画競争随契とする理由の妥当性につい

てりん議を行うことになっているが、企画競争の実施伺等の決裁書類中に競争入札に

よらない理由についての具体的な記述がないために、随意契約とする理由の妥当性に

ついてどのような検討がなされていたかを、事後に確認できない状況となっていた。

� 業者の選定手続

審査基準の評価項目の設定状況等についてみると、次のとおりとなっていた。

a 審査基準における評価項目の設定等

最高裁判所の前記 14件の企画競争随契では、審査基準が複数の評価項目から構

成されており、そのうち大項目の配点については、10件が説明会時に参加業者に

示されていたが、更にこれを区分した小項目についてそれぞれの配点が示されてい

ないものが見受けられた。今後、最高裁判所においては、審査基準の小項目ごとの

配点を示したり、評点の指標について明確な基準を設けたりするなど、透明性の確

保に向けて評価者の評価と採点との結び付きがより明確となるような工夫が求めら

れる。

b 提示額に対する評価

最高裁判所における前記 14件の企画競争随契では、いずれも、説明会におい

て、文書又は口頭で契約の上限金額等として目安となる金額が参加業者に示されて

いた。そして、参加業者が企画案の見積りとして提示した額（以下「提示額」とい

う。）は、一部を除きおおむね最高裁判所の示した目安となる金額に近接していた。

また、実際の採点において、提示額の多寡を直接採点に反映していたものは、14

件中 5件となっていた。企画競争随契による場合に、上限金額等として目安となる

金額を示しつつ、経費面における競争性、透明性をより高めていくためには、審査

基準中の「経費」の項目において、参加業者の提示額の多寡がどの程度評価されるか

について、できる限り明確にしていくなどの工夫が望まれる。

c 企画の採点方法及び審査手続

最高裁判所においては、関係局課のメンバーによって、参加業者の提案に対する

検討を行って、その後に、検討結果に沿って担当者が作成した評点案を素案とし

て、関係局課においてそれぞれ決裁を経る手続が行われ、最終的には刑事局長等が

業者を選定するという方式が採られていた。

しかし、企画の審査に当たって、前記 aのとおり、審査基準において小項目ごと

の配点を示したり、評点の明確な基準を設けたりなどしていれば、企画の検討を

行ったメンバーが各項目を採点して、これを集計することでより客観的で透明性の

ある評点の算定が可能となると思料される。

� 予定価格

予定価格の積算方法及び算定の妥当性について、次のような事態が見受けられた。

a 積算方法

選定業者が提出した見積書の総額と最高裁判所が積算資料等に基づいて算定した

積算額とを比較して、総額が安価な見積額をそのまま採用しているものや、選定業

者の見積額と最高裁判所が算定した積算額とを内訳項目ごとに比較して、項目ごと
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に安価な方を採用して積み上げているものがあるなど、同種の契約に対して積算方

法が統一されていない状況となっていた。また、新聞広告掲載料の積算に当たり、

複数の者から参考見積書を徴することなどにより予定価格を低減させることが可能

な場合があるのに、各新聞社が料金表等で示している金額のみにより算定してい

た。

b 予定価格の算定

予定価格の算定に当たり、過大な積算となっていたり、算定すべき費用を加算し

ていなかったりしていたものが見受けられた。また、業者の選定後に、仕様の詳細

や予定価格が改定されて、契約締結に至るまでの過程で企画、仕様等が変更になる

場合には、その変更内容を積算に反映すべきところを、これを反映しないまま予定

価格を算定していたものが見受けられた。

また、最高裁判所の積算額が、選定業者の見積書の金額と著しく異なったため、

項目ごとに金額を増減させるなどして調整を行ったと推測されるものが見受けられ

たが、このような処理を経た積算は、実態を的確にとらえたものとはなっていない

と認められる。

ウ 広報業務の実施

� 契約書類の内容

前記のとおり、最高裁判所は契約書類の作成を事後に行っており、また、事後に作

成された契約書類についても、請負業者から納品された制作物に係る使用期間等を契

約書類に明記していなかったり、契約後に生じた変更内容等を反映した契約の変更が

適切に行われていなかったりするなど、契約書類の記載事項について十分な検討・

チェックがなされていないものがあった。

� 監督・検査体制

a 履行完了時の検査における契約書等の不備

前記のとおり仕様が明確でないか、適切に変更されていない状態であったり、契

約内容の履行が完了した時点で契約書が作成されていなかったりしていたことか

ら、検査が適正な契約書類に基づいて実施されていなかった。
けん

b 監督・検査の相互牽制等

契約履行時の立会い、指示等の監督の職務及び給付の完了を確認する検査の職務

については、相互牽制のため特別の必要がある場合を除き両者を兼ねることはでき

ないとされている。しかし、監督職員が任命されずに担当局課の職員が事実上の監

督行為を行っていて、またそのうちの 1名が検査職員に任命されているなど、監督

の職務と検査の職務の区別が明確でないものが見受けられた。

また、フォーラムにおける現地での確認状況についてみると、検査職員は現地で

当日立ち会った地方裁判所の総務課長等から報告を受けて、業者からの報告書と併

せて確認するだけで検査を行っていたが、このような場合は、フォーラムを開催し

た地方裁判所ごとに監督職員を任命するなどして、現地での確認を実施する職員の

責任を明確にする必要があったと思料される。

� 制作物の利用状況

17、18両年度の裁判員制度広報用映画制作に係る請負契約において取得した 35�
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フィルム 3本（取得価額相当額計 1714万余円）について、取得することについての事

前の具体的な調査・検討及び取得後の使用計画の検討や、貸出しなどについての市町

村等の関係機関に対する周知が十分でなかったことなどのため、 1本が一度使用され

たのみで貸出しの実績は全くなく、取得の目的に沿った利用がなされていなかった。

（平成 18年度決算検査報告 63ページ「裁判員制度広報用映画制作に係る請負契約に

おいて取得した 35�フィルムについて、具体的な使用計画を検討するなどして有効
に利用するよう改善させたもの」参照）

エ 裁判員制度広報の実施体制、内部牽制等の状況

最高裁判所の裁判員制度広報における各局課間の連携及び内部牽制についてみると、

次のとおりとなっていた。

� 広報実施局課と契約担当局課との連絡調整

広報実施局課（事務総局総務局、事務総局刑事局及び事務総局広報課）は、予定価格

及び契約書の作成に必要な仕様の確定について、契約事務の担当である事務総局経理

局用度課（以下「用度課」という。）に対して、決裁等を経た文書による依頼通知を行っ

ていないなど、適時適切な連絡調整がなされていなかった。そして、広報実施局課

は、業者選定後に契約書が未作成のままで、当該業者に企画内容を履行させていた。

一方、用度課においても、契約書の作成を事後に行っていた。

� 内部牽制等の状況

最高裁判所は、当該案件が会計法令にのっとって適切に行われているかを事前に確

認するために、契約締結に係る内部決裁を行う際にはすべて事務総局経理局監査課

（以下「監査課」という。）を経由することになっているが、監査課は、決裁書類に事実

と異なる起案日、契約年月日等が記載されていたにもかかわらず、そのまま決裁する

などしており、監査課による内部牽制が機能していない状況となっていた。

オ 再発防止策等の状況

最高裁判所は、これまでに、不適切な契約事務処理の再発防止、企画競争における業

者選定手続の工夫、関係局課の連携の強化等に向けて、19年度の裁判員制度広報の実

施に当たり、以下の措置を講ずることとした。

� 職員の増員等による事務態勢の整備、用度課と広報実施局課との間の連携強化、実

現可能な調達スケジュールの策定及び管理

� 企画競争の評価項目、基準、配点等の明示、審査基準の作成及び企画選定における

外部有識者等の意見の反映

� 予定価格積算方法の統一、新聞広告掲載料等の積算における複数の者からの参考見

積書の徴取等

� 監督職員及び検査職員の任命の明確な区別、監督職員及び検査職員に対する説明会

の開催（19年 4月）

� 法務省

ア シンポジウムにおける新聞社による不適切な募集

検査した範囲では、新聞社が不適切な募集に要した経費について、法務省がシンポジ

ウムの請負業者である電通を通じて請求を受けて、経費を負担している事態は、現時点

で見受けられなかった。
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イ 企画競争随契に係る不適切な契約手続

� 招請

法務省が 17、18両年度に締結した裁判員制度広報に係る企画競争随契 6件につい

て、招請に係る周知方法を確認したところ、 3件は取引実績のある業者等に電話によ

り参加を打診しているのみで、庁舎掲示板やホームページでの公示を行っていなかっ

た。また、 1件は庁舎掲示板への公示は行っていたが、ホームページでの公示は行っ

ていなかった。しかし、「公共調達の適正化について」（平成 18年 8月 25日財計第 2017

号財務大臣から各省各庁の長あて。以下「18年財務大臣通知」という。）により、企画競争

においては、特定の者が有利にならないよう参加者を公募することとされた後に行わ

れた招請（ 1件）は、庁舎掲示板やホームページによる公示が行われている。

� 一般競争入札実施の可能性

法務省は 17年度の広報用の配布物の調達契約について、数量と予算額を提示し

て、製品の種類、デザイン等を提案させる企画競争を実施していて、最も優れた企画

を提案した業者と契約を締結していた。しかし、広報用の配布物として使用される製

品は品目が限られており、法務省が事前に配布物に係る情報を収集した上で、発注者

側で製品・仕様を特定して競争入札により調達することについて検討して、その結果

によっては、一般競争入札を実施することも可能であったと認められた。

法務省は、本件調達の後に調達することとした広報用の配布物について、一般競争

入札による調達を行っていて、19年度には一部の契約において総合評価方式による

一般競争入札を実施するなど、より競争性を高めた手法を導入することとしている。

� 業者の選定手続

前記 6件の企画競争随契に係る審査基準の評価項目の設定状況等についてみると、

次のとおりとなっていた。

a 審査基準における評価項目の設定等

法務省の前記 6件の企画競争随契の審査基準について、17年度においては、複

数の評価項目が設定されていなかったり、評価項目の設定があるものの項目ごとの

配点がなかったりしていたが、18年度においては、評価項目が配点とともに設定

されていて、その内訳である小項目ごとの配点についても設定されてきている。し

かし、上記の設定された項目等が説明会時に参加業者に示されていないものも見受

けられた。

b 審査手続

企画競争参加業者が提案書等により提示した企画に対する審査手続については、

17年度は、原則として広報実施局課である刑事局総務課裁判員制度啓発推進室（以

下「啓発推進室」という。）の職員が審査して、その結果を契約締結伺と共に会計課に

送付するという手順になっており、審査に当たって契約担当局課である会計課や外

部審査員等の関与はない状況となっていた。そして、審査における具体的な採点方

法については、17年度は、点数等によらずに啓発推進室全体で 1者を選定してい

るもの、同室職員が各々企画に順位を付して、順位ごとに付与された点数の合計で

決しているものなど区々となっていた。

なお、上記のうち採点方法については、18年度において、同室職員が各々あら
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かじめ定められた審査基準に基づき採点した上で、それらを合計して決する方法が

採られてきている。

� 予定価格の算定

法務省は、業者選定後に予定価格を算定する際に、17、18両年度の 6件のうち

1件については、業者の見積書の単価に査定率を乗じた額を予定価格としていた

が、残りの 5件については、自ら積算を行わずに、予定価格を業者提示額と同額と

していた。

しかし、できるだけ複数の者から参考見積書を徴するとともに、公表資料等との

比較検討を行うなどして、予定価格を適正に算定する必要があると思料される。

� 最高裁判所と法務省との連携等

ア 広報業務の実施における連携

最高裁判所と法務省との連携については、最高裁判所又は法務省がそれぞれの広報業

務を実施するに当たり、法務省又は最高裁判所に対して、企画内容の情報提供を行い、

相互の広報目的に沿った内容となっているかなどについて連絡調整して連携を図ること

としていて、その実績も見受けられた。

しかし、最高裁判所及び法務省が実施した企画において、例えば、最高裁判所が自ら

制作した映画に加えて法務省制作の映画の周知を積極的に行うことや、最高裁判所で実

施したメディアミックスに係る制作物等の図柄を法務省においても利用できるようにす

るなど、より一層の連携を図ることが可能な状況が見受けられた。

イ 会計・契約事務における情報交換等

前記のとおり、最高裁判所と法務省とでは企画競争随契の手続に当たり、業者選定後

の履行の着手時期、審査基準の評価項目の構成、審査方法、予定価格の積算方法等が異

なっていた。そして、裁判員制度広報については、最高裁判所、法務省双方が補完し合

うことが必要であることなどから、最高裁判所と法務省において、裁判員制度広報業務

を効率的に実施するため、広報業務の実施での連携以外に、会計・契約事務における情

報交換等も求められている。

4 所見

� 検査の状況の概要

今回、最高裁判所及び法務省の契約状況等について検査したところ、次のような事態が

見受けられた。

ア フォーラム又はシンポジウムにおける新聞社による不適切な募集行為については、新

聞社から人材派遣業者等に対して支払われた経費はフォーラム契約又はシンポジウム契

約から支払われていないことを最高裁判所又は法務省において確認したとしており、ま

た、検査した範囲では最高裁判所又は法務省が確認した内容と異なる事態は、現時点で

見受けられなかった。

イ 企画競争随契の手続については、次のとおりとなっていた。

� 最高裁判所において、事業の実施を先行させて、契約書等の作成を事後に行うなど

会計法令に反する処理が検査の対象とした 14件のすべての契約で行われていた。ま

た、法務省において、企画競争随契における招請の公示が十分でないものが見受けら

れたが、18年財務大臣通知後はこれにのっとり公示が行われている。
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� 随意契約とする理由の妥当性については、最高裁判所において、その検討結果が決

裁書類に記録されていない状況となっていた。また、法務省において、17年度の契

約の中に競争入札が可能であると認められるものが見受けられたが、その後の同種の

調達については競争入札を実施している。

� 業者選定については、最高裁判所及び法務省において、審査基準の設定、採点方法

等が区々となっていたり、法務省において広報実施局課以外の者の関与がなかったり

している状況が見受けられた。

� 予定価格の算定については、複数の者からの見積書の徴取を行うなどして適正に行

う必要があるのに、最高裁判所及び法務省においてその取組が十分でない状況となっ

ていた。また、最高裁判所において、積算方法が統一されていなかったり、積算誤り

があったり、同様の事業についてそれぞれの項目の金額が年度間で著しく変動してい

るなど積算が実態を反映していなかったりしている事態が見受けられた。

ウ 契約書類の内容については、最高裁判所において、タレントを起用した制作物の使用

期間が明示されていなかったり、契約後に生じた変更内容等を反映した契約変更が適切

に行われていなかったりしている事例も見受けられた。監督・検査については、仕様が

明確でなかったり、契約書が作成されていなかったりしたまま検査調書を作成している

事態や、監督の職務と検査の職務について明確な区別がなされていない状況が見受けら

れた。また、制作物の使用計画の検討等が十分でなかった結果、ほとんど使用されてい

ないものも見受けられた。

エ 最高裁判所における裁判員制度広報の実施体制については、広報実施局課と契約担当

局課との連絡調整が十分なされていないなど、速やかに仕様書を確定させ契約書を締結

するような体制となっていなかった。また、不適切な契約事務処理について内部牽制が

機能していない状況となっていた。最高裁判所は、不適切な契約事務処理の再発防止等

に向けて、改善策を実施したとしている。

オ 最高裁判所と法務省との連携状況については、協議会の計画等に基づき法曹三者によ

る連携が図られている事業がある一方、最高裁判所と法務省との間で企画の実施におい

て、より一層の連携を図ることが可能な状況が見受けられた。

� 所見

裁判員制度は、司法制度改革の柱の一つとして位置付けられており、国民に対する制度

の周知、説明のため、最高裁判所及び法務省においては、これまで多額の予算により様々

な広報業務を実施している。最高裁判所における多数の契約においてさかのぼり契約が行

われていたことは遺憾なことであり、予定価格の算定を含め適切な事務処理を行う必要が

あると認められた。これに対して、最高裁判所は、裁判員制度広報業務に係る会計事務に

ついて改善への取組を行っているとしていて、速やかにかつ徹底した方策の推進が図られ

る必要がある。一方、法務省においては、企画競争随契の手続や予定価格の算定等につい

て、競争性、透明性の確保に向けた取組を行っているとしていて、引き続き所要の取組が

なされる必要がある。

裁判員制度広報については、制度の実施まで重点的に周知活動が行われることから、最

高裁判所及び法務省は、19年度においても、18年度と同様の予算規模で様々な広報業務

を実施することとしていて、制度開始後も引き続き啓発活動を行うこととなる。
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したがって、最高裁判所及び法務省においては、広報業務の実績を重ねてきたことか

ら、18年財務大臣通知の趣旨を踏まえて、一般競争入札を念頭に置いて、今後とも契約

の競争性、透明性を高めるとともに、相互の協力・連携をより緊密なものとして、効率

的、効果的な広報業務の実施に努める必要がある。

本院としては、裁判員制度の実施に向けて、広報業務がより重要性を増していくことに

かんがみて、改善策が確実に実施されているか確認していくとともに、裁判員制度広報に

ついて引き続き検査していくこととする。
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第 2 国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条

項の導入状況等について

検 査 対 象 国の機関 39府省庁等及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している

法人 207法人

違約金条項の概
要

談合等の事実が確定するなどした場合に契約相手方は約定した額を発

注者に支払わなければならないとする契約条項

違約金条項の導
入状況

すべての契約種類について導入し

ている機関

10省庁等及び 109法人

一部の契約種類について導入して

いない機関

19府省庁等及び 70法人

すべての契約種類について導入し

ていない機関

10省庁等及び 28法人

談合等の事実が
確定した事件数
及び事件に係る
検査対象機関の
数

23事件（平成 14年 4月～19年 11月） 6府省庁及び 15法人

上記のうち検査
対象機関が談合
等の事実を把握
していない事件
数及びその機関
数

5事件 1省及び 3法人

上記の 23事件
について検査対
象機関が請求し
た違約金等の件
数及び金額

違約金条項が付されている契約 551件 232億円

違約金条項が付されていない契約 7,839件 111億円

上記のうち収納
された違約金等
の件数及び金額

違約金条項が付されている契約 441件 212億円

違約金条項が付されていない契約 654件 6億円

1 検査の背景

近年、国の機関等が発注する工事や物品の購入、役務の提供等において、その受注者及び

受注者以外の入札参加事業者等が、入札に当たり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第 3条の規定に違反し、談合を

行ったとして公正取引委員会から排除措置命令等を受けたり、刑法（明治 40年法律第 45号）第

96条の 3に規定する競売入札妨害罪、談合罪等の容疑で逮捕等されたりする事態（以下、法

律の規定に違反するこれらの行為を「談合等」という。）が数多く発生している。

政府は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12年法律第 127号）に

基づき、平成 13年 3月の閣議決定により、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための

措置に関する指針（以下「指針」という。）を定めており、各省各庁の長、特殊法人等
（注 1）

の代表者

又は地方公共団体の長（以下「各省各庁の長等」という。）は、指針に従い、公共工事（国、特殊

法人等及び地方公共団体が発注する建設工事。以下同じ。）の入札及び契約の適正化を図るた

めの措置を講ずるよう努めるものとするとされている。そして、公共工事の入札・契約を巡
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る近年の状況を踏まえ、18年 5月に指針が改正され、公共工事の入札に関する談合につい

て、その再発防止を図るという点から、各省各庁の長等は、談合があった場合における請負

者の賠償金支払義務を請負契約締結時に併せて特約すること等により、その不正行為の結果

として被った損害額の賠償の請求に努めるものとするとされている。

また、前記のとおり、談合等が発生した契約は、工事だけでなく物品、役務等の幅広い分

野にわたっており、発注者である国の機関等においては上記の公共工事と同様に、談合等に

より生じた損害の回復に努める必要がある。

一方、17年 4月に独占禁止法が改正（18年 1月施行）されたことにより、課徴金減免制度
（注 2）

の

導入や審判手続等の見直しが行われるなど、独占禁止法の執行力・抑止力の強化が図られて

いる。

（注 1） 特殊法人等 特殊法人又は独立行政法人のうち、次の要件のいずれにも該当する法人

であって、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成 13年

政令第 34号）で定めるもの

� 資本金の 2分の 1以上が国からの出資による法人又はその事業の運営のために

必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人

� その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継

続的に建設工事の発注を行う法人

（注 2） 課徴金減免制度 談合などの違反行為を行った事業者が公正取引委員会の調査開始日

よりも前に違反事実を申告するなど法律に定められた要件を満たす場合、当該事業

者に対して公正取引委員会が課徴金の納付を免除又は減額するもの

本院は、談合等の発生を契機とした事態について、契約事務の適正化等の点から検査した

結果を決算検査報告に掲記するなどしており、これらの中では談合等による損害の回復状況

等についても記述している。

また、参議院では、19年 6月 11日に決算委員会において、平成 17年度決算に関して内

閣に対し警告すべきものと議決し、同月 13日に本会議において内閣に対し警告することに

決している。

この警告決議のうち、本件に関連する項目の内容は、次のとおりである。

4 国土交通省発注の水門設備工事の入札に関して、談合撲滅の先頭に立つべき同省が中

央省庁として初めて官製談合防止法に基づく改善措置要求を受け、さらに、緑資源機構

発注の林道整備調査の入札に関して、同機構及び農林水産省所管公益法人の役員等が独

占禁止法違反容疑で逮捕されるという官製談合事件が相次いで発生したことは、極めて

遺憾である。

政府は、官製談合の排除等に関する度重なる本院の警告にもかかわらず、このような

事態に至ったことを真摯に受け止め、これら事案の徹底解明は当然のこと、談合情報を

得たときは談合の存否の確認に努めるとともに、公共工事に係る入札契約方式の改善、

天下りの自粛、職員の意識改革などの方策を講じ、官製談合の根絶に尽力すべきであ

る。
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2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点及び着眼点

国の機関等が締結する契約においては、公共工事に関するものに限らず、指針の趣旨を

踏まえるなどして、談合等によって生じた損害の回復を容易にするとともに、談合等に対

する抑止効果を期待して、談合等が発生し、その事実が確定するなどした場合は、契約相

手方はあらかじめ約定した額（以下「違約金」という。）を支払わなければならないとする契

約条項（以下「違約金条項」という。）を契約書に付するものが増えてきている。

そして、契約書に違約金条項が付されていない場合でも、談合等の事実が明らかとなっ

た場合は、談合等の結果として発注者が被った損害額（以下「損害額」という。）の調査を行

い、損害額として算定された額を請求（以下、違約金条項によらず請求する損害額を「損害

金」といい、違約金と損害金とを合わせて「違約金等」という。）するなどして、損害の回復

を図る必要がある。

そこで、国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人の契約について、合規

性、経済性、効率性等の観点から、主として次の項目に着眼して検査を行った。

� 違約金条項の導入状況はどのようになっているか、また、違約金条項の規定内容は、

その趣旨に照らして妥当なものとなっているか。

� 談合等の事実が確定した契約について、違約金等を確実に請求するなど、損害の回復

に向けた取組は適切に行われているか。

� 検査の対象及び方法

国の機関のうち自ら契約を締結していない公安審査委員会及び船員労働委員会を除いた

39府省庁等（内部部局 39箇所及び地方支分部局等 2,642箇所
（注 3）

）及び国が資本金の 2分の 1

以上を出資している法人のうち清算中のものなど 14法人を除いた 207法人（表 1 ― 1参照）

を対象として検査した（以下、検査の対象とした府省庁等及び法人を「検査対象機関」とい

う。）。

（注 3） 地方支分部局等 2,642箇所 平成 19年 11月末日現在で支出負担行為担当官等が設置

されており、17年 4月 1日から 19年 11月 30日までの間において、支出の原因と

なる契約（契約書の作成を省略している契約及び契約金額が少額であることを理由

として随意契約とした契約を除く。）を締結している箇所
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表 1 ― 1 検査の対象とした 39府省庁等及び 207法人

39府省庁等

内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、総務本

省、公害等調整委員会、消防庁、法務本省、公安調査庁、外務省、財務本省、国税庁、文部科学本

省、文化庁、厚生労働本省、中央労働委員会、社会保険庁、農林水産本省、林野庁、水産庁、経済

産業本省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通本省、気象庁、海上保安庁、海難審

判庁、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、裁判所、会計検査院

207法人

政府関係機関�
国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融

公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行

株式会社等�
日本私立学校振興・共済事業団、日本銀行、日本中央競馬会、商工組合中央金庫、関西国際空港株

式会社、日本たばこ産業株式会社、預金保険機構、東京地下鉄株式会社、日本環境安全事業株式会

社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路

株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本郵政株式会社、日本司法支援センター

独立行政法人�
国立公文書館、情報通信研究機構、酒類総合研究所、国立特別支援教育総合研究所、大学入試セン

ター、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災

科学技術研究所、放射線医学総合研究所、国立美術館、国立文化財機構、労働安全衛生総合研究

所、農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター、水産大学校、農業・

食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究セン

ター、森林総合研究所、水産総合研究センター、日本貿易保険、産業技術総合研究所、製品評価技

術基盤機構、土木研究所、建築研究所、交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術

研究所、電子航法研究所、航海訓練所、海技教育機構、航空大学校、国立環境研究所、教員研修セ

ンター、駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査、造幣局、国立印刷局、国民生活センター、通

関情報処理センター、日本万国博覧会記念機構、農畜産業振興機構、農林漁業信用基金、緑資源機

構、北方領土問題対策協会、平和祈念事業特別基金、国際協力機構、国際交流基金、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構、科学技術振興機構、日本学術振興会、理化学研究所、宇宙航空研究

開発機構、日本スポーツ振興センター、日本芸術文化振興会、高齢・障害者雇用支援機構、福祉医

療機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働政策研究・研修機構、日本貿易振興機構、

鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国際観光振興機構、水資源機構、自動車事故対策機構、空港周

辺整備機構、海上災害防止センター、情報処理推進機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、雇

用・能力開発機構、労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、環境再生保全

機構、日本学生支援機構、海洋研究開発機構、国立高等専門学校機構、大学評価・学位授与機構、

国立大学財務・経営センター、メディア教育開発センター、中小企業基盤整備機構、都市再生機

構、奄美群島振興開発基金、国立国語研究所、医薬基盤研究所、日本高速道路保有・債務返済機

構、日本原子力研究開発機構、年金・健康保険福祉施設整理機構、年金積立金管理運用、住宅金融

支援機構、郵便貯金・簡易生命保険管理機構

国立大学法人�
北海道大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、旭川医科大学、北見

工業大学、弘前大学、岩手大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、福島大学、茨城

大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、東京大学、東京医科歯科大学、東

京外国語大学、東京学芸大学、東京農工大学、東京芸術大学、東京工業大学、東京海洋大学、お茶

の水女子大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、上越教育

大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、浜松医科大学、名古屋大

学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、滋賀大学、滋賀医科大学、京

都大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、神戸大学、

奈良教育大学、奈良女子大学、和歌山大学、鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大
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学、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、福岡教育大学、九州大学、九州工

業大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、琉球

大学、総合研究大学院大学、政策研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技

術大学院大学、筑波技術大学、富山大学

大学共同利用機関法人�
人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構

注� 各法人の名称中「独立行政法人」、「国立大学法人」及び「大学共同利用機関法人」は記載を省略し

た。以下同じ。

注� 緑資源機構は平成 20年 4月 1日に解散し、森林総合研究所及び国際農林水産業研究センター
に事業の一部を承継している。

検査に当たっては、19年 11月末日現在における違約金条項の導入状況及び 14年 4月

1日から 19年 11月 30日までの間に談合等の事実が確定した契約に係る違約金等の請求

状況等について、すべての検査対象機関に対して本院が作成及び提出を求めた調書を在庁

時に分析するとともに、検査の対象とした 39府省庁等の内部部局 39箇所のほか、検査の

対象とした 207法人のうち 34法人及び府省庁等の 2,642地方支分部局等のうち 8箇所を

抽出して会計実地検査を行った。

3 検査の状況

� 違約金条項の導入等の状況

ア 検査対象機関において発生した談合等に係る契約種類

14年 4月 1日から 19年 11月 30日までの間に談合等に関する事実が確定した事件の

うち、検査対象機関に関するものについては、�ア�において後述するとおり 23事件

あるが、これらを表 1 ― 2に示す工事、設計等、物品等、役務の四つに区分してみる

と、表 1 ― 3のとおりであり、工事に限らず、設計等、物品等及び役務の契約種類につ

いても同様に発生している。

表 1 ― 2 契約種類と契約の内容

契約種類 契 約 の 内 容

�工 事 建設業法（昭和 24年法律第 100号）に規定する建設工事の契約

�設 計 等
建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領（昭和 45年建設省厚第 50号）に規定

する測量、建築関係建設コンサルタント業務等の契約

�物 品 等 物品等の購入、製造又は賃借等の財産の取得又は利用を目的とする契約

�役 務 役務の提供を受ける契約
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表 1 ― 3 検査対象機関の締結した契約に関して発生した談合等の契約種類（平成 14年 4月～19年 11
月）

件 名
契 約 種 類

�工 事 �設計等 �物品等 �役 務

1 防衛庁発注の石油製品 〇

2 官公庁等発注の航空写真測量業務 〇

3 国公立病院等発注の寝具類賃貸・洗濯業務 〇 〇

4 国土交通省等発注の自動車検査用機械器具 〇

5 官公庁等発注の調査測量設計業務 〇

6 国公立病院等発注の医療用液化酸素 〇 〇

7 日本道路公団発注の道路保全土木工事 〇

8 国公立病院等発注の臨床検体検査業務 〇

9 官公庁等発注の建築物清掃業務等 〇

10 官公庁等発注の建設資材価格調査業務 〇 〇 〇

11 岐阜大学発注の電気工事 〇

12 防衛庁発注の航空機用タイヤ等 〇

13 国土交通省等発注の情報表示設備工事 〇

14 国土交通省等発注の鋼橋上部工事 〇

15 国土交通省等発注の水門設備工事 〇

16 防衛施設庁発注の土木・建築工事 〇

17 緑資源機構発注の林道調査測量設計業務 〇

18 都市基盤整備公団発注の造園工事 〇

19 新東京国際空港公団発注の受変電設備工事 〇

20 国土交通省発注の道路台帳作成業務等 〇

21 国立病院機構設置病院発注の医療機器等 〇

22 東京大学発注の空調設備保全業務 〇

23 農林水産省発注の用水路工事 〇

計 9 5 7 6

イ 違約金条項の導入状況

契約種類別及び契約方式別の違約金条項の導入状況並びに違約金条項の導入方法をみ

ると、次のとおりである。

なお、�19年 11月末日現在で契約書に違約金条項を付することを規程、通達等の書

面で定めている検査対象機関、及び�上記�には該当しなくても、17年 4月 1日から

19年 11月 30日までの間に締結した契約の中に違約金条項を付している契約が一部で

もある検査対象機関は、違約金条項を導入済みの機関に分類している。

� 契約種類別の違約金条項の導入状況

検査対象機関における違約金条項の導入状況を府省庁等及び法人の別に示すと、図

1 ― 1及び図 1 ― 2のとおりである。
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すなわち、すべての契約種類において違約金条項を導入しているのは、府省庁等の

内部部局で 10省庁等（25.6％）、地方支分部局等で 750箇所（28.3％）となっており、法

人で 109法人（52.6％）となっている。法人において導入率が 50％を超えている主な

要因は、文部科学省所管法人（116法人）が、すべての契約種類について違約金条項を

導入している文部科学省から、同省が違約金条項を定めたことについて業務の参考と

するよう通知を受けて、その結果、約 8割の 93法人が違約金条項を導入したことに

よるものである。

一方、すべての契約種類について違約金条項を導入していないのは、府省庁等の内

部部局で 10省庁等（25.6％）、地方支分部局等で 480箇所（18.1％）となっており、法人

で 28法人（13.5％）となっている。そして、この 28法人をその形態別にみると、国立

大学法人及び大学共同利用機関法人では、90法人中 1法人（1.1％）であるのに対し

て、政府関係機関、株式会社等及び独立行政法人では、それぞれ 7法人中 2法人

（28.5％）、16法人中 4法人（25.0％）及び 94法人中 21法人（22.3％）となっていて、国

立大学法人等に比べて高率となっている。

また、一部の契約種類について違約金条項を導入していないのは、府省庁等の内部

部局で 19府省庁等（48.7％）、地方支分部局等で 1,412箇所（53.4％）となっており、法

人で 70法人（33.8％）となっている。

なお、違約金条項の導入の有無は、19年 11月末日現在の状況であるが、同年 12

月以降に違約金条項の導入の検討を行い、20年度から導入している検査対象機関も

ある。

図 1 ― 1 違約金条項の導入状況（府省庁等）（平成 19年 11月末日現在）
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図 1 ― 2 違約金条項の導入状況（法人）（平成 19年 11月末日現在）

そして、契約種類別に違約金条項の導入状況をみると図 1 ― 3のとおりである。

図 1 ― 3 違約金条項の導入状況（契約種類別）（平成 19年 11月末日現在）

a 工事

工事の契約については、概して違約金条項の導入が進んでいる。一方、導入して

いない機関は、府省庁等の内部部局で 15府省庁等
（注 4）
（38.4％）、地方支分部局等で 727

箇所（27.5％）となっており、法人で 38法人（18.3％）となっている。

工事のうち、府省庁等及び指針の対象となっている法人が発注する公共工事につ

いては、前記のとおり、18年 5月の指針の改正において、各省各庁の長等は、談

合等があった場合における請負者の賠償金支払義務を請負契約締結時に併せて特約

すること等により、損害額の賠償の請求に努めるものとするとされている。しか

し、上記の 15府省庁等及び 38法人のうち 4法人
（注 5）

は、指針の対象となっているもの

の、違約金条項を導入しないままとなっている。

また、工事の契約について違約金条項を導入していない検査対象機関の中には、

工事の契約実績がないものもあるが、工事の発注実績が相当程度あるにもかかわら
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ず、違約金条項を導入していないものもある。

したがって、工事の契約、特に公共工事の契約について違約金条項を導入してい

ない検査対象機関においては、契約実績等を勘案した上で、指針の趣旨を踏まえる

などして、違約金条項の導入を適切に行う必要がある。

（注 4） 15府省庁等 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣本府、公正取引委員会、公害等調

整委員会、消防庁、外務省、中央労働委員会、社会保険庁、経済産業本省、資源エ

ネルギー庁、特許庁、中小企業庁、参議院

（注 5） 4法人 国立女性教育会館、日本万国博覧会記念機構、日本学生支援機構、日本高速

道路保有・債務返済機構

b 設計等

設計等の契約について違約金条項を導入していないのは、府省庁等の内部部局で

19府省庁等（48.7％）、地方支分部局等で 865箇所（32.7％）となっており、法人で 67

法人（32.3％）となっており、工事に比べて違約金条項の導入が進んでいない。

設計等の契約については工事の契約を担当している部局が担当していることが多

いにもかかわらず、工事の契約と比べて違約金条項を導入していない検査対象機関

が多いのは、設計を要しない修繕等の小規模工事が多いため、工事の契約には違約

金条項を導入していても、設計等の契約については導入していない検査対象機関が

あることなどによると考えられる。

c 物品等及び役務

物品等の契約について違約金条項を導入していないのは、府省庁等の内部部局で

23省庁等（58.9％）、地方支分部局等で 1,575箇所（59.6％）となっており、法人で 72

法人（34.7％）となっている。

また、役務の契約について違約金条項を導入していないのは、府省庁等の内部部

局で 22省庁等（56.4％）、地方支分部局等で 1,547箇所（58.5％）となっており、法人

で 69法人（33.3％）となっている。

工事及び設計等の契約に比べると、物品等及び役務の契約の方が違約金条項を導

入していない検査対象機関の数が多い。しかし、物品等及び役務の契約について

は、指針の対象とはなっていないものの、前記のとおり談合等の違反行為はこれら

の契約種類においても発生しており、違約金条項を導入していない検査対象機関の

中には、その契約実績が多額に上っているものもある。

したがって、物品等及び役務の契約について違約金条項を導入していない検査対

象機関においては、契約実績等を勘案した上で、違約金条項の導入を適切に行う必

要がある。

� 契約方式別の違約金条項の導入状況

契約方式別の違約金条項の導入状況をみると、競争入札に付した契約（再度の入札

をしても落札者がないときに行うことができる随意契約を含む。）については違約金条

項を付しているものの、入札手続を経ない随意契約については違約金条項を付してい

ない検査対象機関が見受けられた。

しかし、随意契約であっても、緑資源機構発注の林道調査測量設計業務などの例に

みられるように、見積合わせにより契約相手方を決定するとしていた契約方式等にお
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いて、関係事業者間において談合等を行っていたとされる事態も見受けられる。

したがって、契約相手方が特定の者しかいないなどの場合を除き、見積合わせなど

を行って随意契約を締結する場合には、適切に違約金条項を契約書に付する必要があ

る。

また、工事の請負業者に対して、当該工事と密接不可分の工事であるため一貫した

施工をする必要があるなどとして、これと直接関連する他の工事を随意契約で発注し

ている場合、当該工事において談合等による損害が生じていれば、これと直接関連す

る他の工事にも同様に損害が生じていることも想定される。したがって、このような

場合においても、適切に違約金条項を契約書に付する必要がある。

� 違約金条項の導入方法

契約手続等に関して定めた内部規程や通達等（以下「内部規程等」という。）に違約金

条項の導入を定めておくことは、契約書に違約金条項を付することについての契約担

当者のし
�

意的な判断を排除したり、記載漏れを防止したり、あるいは、地方支分部局

等を有するなど規模の大きな検査対象機関における取扱いを組織内で統一したりする

ために有効な手段である。

そこで、少なくとも一つ以上の契約種類において違約金条項を導入している検査対

象機関（図 1 ― 1の 29府省庁等及び図 1 ― 2の 179法人）について、違約金条項の導入

と内部規程等との関係をみたところ、内部規程等に違約金条項の導入を定めている機

関が、府省庁等で 20省庁等（68.9％）、法人で 125法人（69.8％）となっており、内部規

程等の定めによらず違約金条項を導入している機関が、府省庁等で 9府省庁等

（31.0％）、法人で 54法人（30.1％）となっている。

このうち、内部規程等の定めによらず違約金条項を導入している検査対象機関にお

いて、組織内で統一的な事務処理が行われていない事態が見受けられた。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

財務本省では、平成 19年 11月末日現在において、違約金条項の導入につい

て内部規程等により定めたものはない。

このため、違約金条項を導入している部局等がある一方、違約金条項を導入

していない部局等もあり、その導入状況は区々となっている。また、違約金条

項を導入している部局等においても、部局等間で内容が異なる違約金条項を導

入している状況である。

なお、同省では、本院の検査を踏まえ、20年 3月に違約金条項の標準的な

ひな形を定め、各部局等に対して周知することにより、20年度に締結する契

約から統一的な事務処理を行うこととした。

また、違約金条項の導入について内部規程等で定めている場合には、当然これに基

づいて、契約書に違約金条項を付さなければならないが、実際には違約金条項が付さ

れていない事態も見受けられた。

上記について事例を示すと次のとおりである。

第
4
章

第
1
節

国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
報
告

第
2

― 954 ―



＜事例＞

労働者健康福祉機構では、平成 16年 9月に、契約書に違約金条項を付するこ

とを内部規程等で定め、同年 10月からこれを適用することとしている。

しかし、18年 4月から 19年 11月までの間に締結した契約金額が 1億円以上

の物品等の契約計 299件についてみたところ、競争に付した契約計 26件を含む

計 72件について、契約事務の担当者が失念するなどして契約書に違約金条項を

付していない。

なお、同機構では、本院の検査を踏まえ、20年 1月に、契約書に違約金条項

を付することを徹底するよう関係部局に対して事務連絡を発した。

ウ 違約金条項の内容

談合等に係る違約金は、談合等の事実が確定するなどした場合に発注者が被ることに

なる損害の回復などを目的として、違約金条項に基づき契約相手方に請求するものであ

り、その額は、あらかじめ違約金条項において約定した額となっている。

そして、契約相手方が関与した談合等が発覚した後、当該契約相手方に対して迅速か

つ確実に違約金を請求し、その支払を受けるためには、違約金の額の算定方法や違約金

を請求する場合の条件等を適切に設定しておく必要がある。そこで、検査対象機関のう

ち、内部規程等に違約金条項の導入を定めている前記の 20省庁等及び 125法人につい

て、19年 11月末日現在における違約金条項の内容をみると、次のような状況となって

いる。

� 違約金の額の算定状況

a 違約金の額の算定方法

違約金の額は、ほとんどの機関において、契約書に記載された契約金額等の一定

割合（以下「請求割合」という。）に相当する額としている。そして、その請求割合は

ほとんどの機関で 10％となっているが、これらの機関の中には、契約相手方が談

合等を行っていない旨の誓約書を提出しているなどの場合には、 5％など一定率を

加算することとする条項を設けているものがある（図 1 ― 4参照）。

一方、厚生労働本省及び国立病院機構は、違約金条項に基づき請求する違約金の

額は、契約金額等の 100分の 10に相当する額と損害額とを比較していずれか多い

方の額とすることとしている。

しかし、損害額の算定を併せて行うこととする場合、次のような事態が生じるこ

とも考えられる。

すなわち、損害額の算定に当たっては、談合等が行われた契約及びこれと同種の

契約の実績について、談合等が行われていた期間の前後における落札率と談合等が

行われていた期間における落札率との差を比較するなどして行うことになる。この

ため、談合等が行われていた期間の前後において談合等が行われた契約と同種の契

約を締結していないなどの理由で損害額の算定が困難となる場合には、違約金の請

求が遅れたり、算定した損害額について契約相手方の合意が得られず、契約相手方

から違約金の支払を受けられなかったりして、早期かつ確実に損害の回復を行うこ

とができないおそれがある。
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したがって、違約金の額については、契約金額等の一定割合とするなど額の算定

を容易にし、早期かつ確実に違約金を請求できるような算定方法とすることが必要

である。

（注） 厚生労働本省及び国立病院機構は、契約金額等の一定割合に相当する額と損害額とを比較して

いずれか多い方の額を違約金として請求することとしているが、上記契約金額等の一定割合を

100分の 10としているため、図中では当該割合の区分として整理している。
また、請求割合を 100分の 15又は 100分の 20の区分として整理している法人の中には、一部

の契約種類において請求割合を 100分の 10としているものもある。

図 1 ― 4 違約金に係る請求割合の状況（平成 19年 11月末日現在）

b 単価契約における違約金の額の算定

違約金の額の算定に当たり請求割合を乗ずる基となる金額（以下「算定対象額」と

いう。）は請負金額等の契約金額とするのが一般的である。

一方、単価契約は、契約単価に期間内に供給を受けた実績数量を乗ずるなどして

得た金額の代価を支払うことを内容とする契約であって、契約締結時には契約金額

が確定していない。

そこで、単価契約に付されている違約金条項の内容をみたところ、契約が未履行

の部分を算定対象額としているため、契約履行後に談合等が発覚した場合には、違

約金の請求が困難となるものや、単価そのものが契約金額として契約書に記載され

ているため支払金額の総額とは著しくか
�

い
�

離した額が算定対象額となるものなどが

あった。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

警察庁は、内部規程等に基づき違約金条項を導入しており、同庁が定めた

契約書式例においては、違約金の額を契約金額の 100分の 10に相当する金

額としている。

しかし、同庁が平成 19年 9月に単価契約により締結した複写機用用紙の

売買契約においては、違約金について、「未納入物品の契約金額の 100分の

10に相当する金額」と定めており、契約の履行が完了した後に談合等が発覚

した場合には、当該条項に基づく違約金の請求が困難な状況になっている。

したがって、単価契約に違約金条項を付する場合には、違約金の請求等を適切に

行うため、例えば契約期間内の支払金額の総額を算定対象額とすることなどを内部
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規程等において明確に定める必要がある。

� 違約金を請求する場合の条件

国土交通省は、15年 5月に、同省発注の工事及び設計等の契約について、「工事に

おける違約金に関する特約条項の制定について」（平成 15年国地契第 17号国土交通事務

次官通知）等に基づき、談合等の不正行為を行った受注者に違約金を支払わせるため

の違約金条項を制定し、同条項において、発注者が受注者に対して違約金を請求する

場合の条件（以下「請求条件」という。）として談合等の不正行為に係る事項を具体的に

特定して定めている。そして、同省以外の多くの検査対象機関も、上記の条項と同じ

内容の請求条件を定めている（以下、同省が定めた請求条件と同じ内容を請求条件と

して定めている違約金条項を「特定条項」という。）。

一方、検査対象機関の中には、違約金条項において、談合等の不正行為に係る事項

を請求条件としては具体的に定めず、「不正行為があったとき」などのように抽象的に

定めていて（以下、このように抽象的に請求条件を定めている違約金条項を「一般条

項」という。）、談合等の不正行為が発覚した場合には、この一般条項に基づき契約相

手方に対して違約金を請求することとしているものもある。

a 特定条項等における請求条件

特定条項では、工事等の受注者（共同企業体にあっては、その構成員）について、

�独占禁止法第 3条の規定に違反したことなどにより、公正取引委員会が同法第 7

条の 2第 1項の規定に基づく課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したと

き、�刑法第 96条の 3又は独占禁止法第 89条第 1項若しくは第 95条第 1項第 1

号に規定する刑が確定したときを請求条件とすることとされている。検査対象機関

のうち、これらの事項を少なくとも一つ以上の契約種類において請求条件として定

めているものが 18省庁等（90.0％）及び 72法人（57.6％）ある。

一方、前記のとおり、17年 4月の独占禁止法改正により、課徴金減免制度の導

入や審判手続等の見直しなどが行われたことに伴い、検査対象機関の中には、特定

条項の請求条件である上記の�及び�に係る事項のほか、図 1 ― 5のとおり、�公

正取引委員会が独占禁止法第 7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措

置命令が確定したとき、�公正取引委員会が独占禁止法第 66条第 4項の規定に基

づき同法第 3条等の規定に違反する行為があった旨を明らかにする審決を行い、同

審決が確定したとき、�公正取引委員会が独占禁止法第 7条の 2第 13項又は第 16

項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったときにも請求するこ

ととしているものがある。

そして、�から�までに係る事項のすべてを少なくとも一つ以上の契約種類にお

いて請求条件としているものは、 2省庁等（10.0％）及び 44法人（35.2％）となってい

る。

上記の�から�までに係る請求条件は、特定条項においては、請求条件として定

められていないものである。このため特定条項では、談合等の事実があったと認め

られる契約であっても、当該契約が課徴金の算定対象となる最長期間（ 3年間）を超

えた期間に係るものであったり、契約相手方が課徴金の納付を免除されたりする場
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合には、当該契約に関して課徴金の納付命令がなされないため、基本的には当該契

約相手方から違約金の支払を受けられないことになる。

図 1 ― 5 違約金の請求に至るまでの流れ（概念図）

b 一般条項における請求条件

前記のとおり、特定条項では、請求条件を具体的に定めているが、一般条項で

は、「不正行為があったとき」などのように請求条件が抽象的に定められているだけ

である。したがって、談合等に関与した契約相手方から一般条項に基づき違約金の

支払を受けるためには、談合等の事実関係について事案に即して検討し、契約相手

方からその都度合意を得る必要がある。しかし、契約相手方からの合意を得ること

が困難な場合には、違約金の請求が遅れたり、違約金の支払を受けられなくなった

りして、早期かつ確実に損害の回復を行うことができないおそれがある。

また、一般条項の中には、主として契約の適正な履行を担保することを目的とし

て契約の目的不達成に係る事項を請求条件として定めるなどしているため、談合等

が発覚した場合でも、当該条項により違約金を請求することが困難であると認めら

れるものもあった。

� 損害額が違約金請求額を超える場合の取扱い

前記のとおり、契約金額等の一定割合に相当する額と損害額の比較を行い、いずれ

か多い額を違約金として請求することとしている厚生労働本省及び国立病院機構につ

いては、早期かつ確実な損害の回復ができないおそれがある。一方、内部規程等に基

づき違約金条項を導入している、19省庁等及び 124法人においては、違約金として

請求した額だけでは損害の回復が十分でないと判断される場合、損害額と違約金請求

額との差額（以下「超過額」という。）を損害金として請求することが考えられるが、こ

れらのうち、契約種類によっては超過額を請求できる旨を契約書に明示していない機

関が 17省庁等（89.4％）及び 83法人（66.9％）ある。

超過額の請求に係る事項を契約書に明示していない場合には、契約相手方が関与し
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た談合等が発覚した後、検査対象機関において損害額の調査を実施して超過額を認定

し、その支払を求めても、当該違約金条項は契約当事者間であらかじめ一定の損害額

を約定したものであり、超過額の請求はその約定に違反するとして契約相手方がこれ

に応じない場合が考えられる。

したがって、これらの検査対象機関においては、超過額の請求に係る事項を契約書

に明示することを検討する必要がある。

� 違約金等の請求状況等

ア 談合等の把握と違約金等の請求

� 談合等の事実が確定した事件及び契約の状況

14年 4月 1日から 19年 11月 30日までの間に、独占禁止法第 7条の 2第 1項に規

定する課徴金納付命令、独占禁止法第 89条第 1項若しくは第 95条第 1項第 1号に規

定する刑又は刑法第 96条の 3に規定する刑の全部又は一部が確定するなど、談合等

の事実が確定した事件（以下「談合事件」という。）のうち検査対象機関に関するもの

は、表 2 ― 1のとおり 23事件ある。
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表 2 ― 1 談合事件一覧（平成 14年 4月 1日～19年 11月 30日）

談 合 事 件 発 注 者

1 防衛庁発注の石油製品 防衛庁

2 官公庁等発注の航空写真測量業務

農林水産省

建設省

運輸省

防衛施設庁

日本道路公団

地域振興整備公団

3 国公立病院等発注の寝具類賃貸・洗濯業務

厚生省

防衛庁

郵政省

日本私立学校振興・共済事業団

労働福祉事業団

4 国土交通省等発注の自動車検査用機械器具
運輸省

沖縄開発庁

5 官公庁等発注の調査測量設計業務

農林水産省

林野庁

建設省

緑資源公団（平成 11年 9月 30日以前は森林開発公団）
日本鉄道建設公団

6 国公立病院等発注の医療用液化酸素

厚生省

大阪大学

神戸大学

7 日本道路公団発注の道路保全土木工事 日本道路公団

8 国公立病院等発注の臨床検体検査業務

厚生労働省（13年 1月 5日以前は厚生省）
防衛庁

郵政事業庁（13年 1月 5日以前は郵政省）
労働福祉事業団

大阪大学

9 官公庁等発注の建築物清掃業務等
林野庁

国土交通省

10 官公庁等発注の建設資材価格調査業務

農林水産省

国土交通省（13年 1月 5日以前は建設省）
防衛施設庁

新東京国際空港公団

日本道路公団

緑資源公団

水資源開発公団

都市基盤整備公団

11 岐阜大学発注の電気工事 岐阜大学

12 防衛庁発注の航空機用タイヤ等 防衛庁

13 国土交通省等発注の情報表示設備工事
国土交通省

日本道路公団

14 国土交通省等発注の鋼橋上部工事
国土交通省

日本道路公団

15 国土交通省等発注の水門設備工事

農林水産省

国土交通省

水資源機構（15年 9月 30日以前は水資源開発公団）
16 防衛施設庁発注の土木・建築工事 防衛施設庁

17 緑資源機構発注の林道調査測量設計業務 緑資源機構

18 都市基盤整備公団発注の造園工事 都市基盤整備公団

19 新東京国際空港公団発注の受変電設備工事 新東京国際空港公団

20 国土交通省発注の道路台帳作成業務等 国土交通省

21 国立病院機構設置病院発注の医療機器等 国立病院機構

22 東京大学発注の空調設備保全業務 東京大学

23 農林水産省発注の用水路工事 農林水産省

注� 「談合事件」欄の番号は、整理番号であり、表 2 ― 3及び表 2 ― 4「談合事件」欄の番号と対応している。
注� 「談合事件」欄の各事件は、同一時期、同一種類の事件をまとめて整理したものである。
注� 「発注者」欄には、発注当時の機関名を記載している。
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また、23事件において談合等が行われたとされる契約（以下「談合対象契約」とい

う。）計 9,627件、支払金額計 5748億余円について、契約種類別にみると、表 2 ― 2の

とおり、件数では物品等の契約、支払金額では工事の契約が大部分を占めている。

なお、物品等の契約が契約件数の約 80％を占めているのは、「防衛庁石油製品入札

談合に係る独占禁止法違反事件」の談合対象契約について、石油製品ごとに契約を締

結していることなどから件数が多数に上っているためである。

表 2 ― 2 契約種類別の談合対象契約 （単位：件、千円）

契約種類 契約件数
（割合） 支払金額

違約金の請求状況等 訴訟によらない損害
金の請求状況等

訴訟提起による損害
金の請求状況等

請求金額 収納金額 請求金額 収納金額 請求金額 収納金額

工 事 886
（9.2％） 413,123,872 23,128,003 21,183,585 1,184,710 164,332 ― ―

設計等 378
（3.9％） 3,651,996 123,032 38,439 16,951 16,951 ― ―

物品等 7,755
（80.5％） 152,213,395 ― ― 688,351 213,945 8,994,996 ―

役 務 608
（6.3％） 5,908,177 ― ― 287,292 287,292 ― ―

計 9,627
（100％） 574,897,441 23,251,036 21,222,024 2,177,306 682,521 8,994,996 ―

注� 課徴金減免制度の適用を受けた旨を公正取引委員会により公表された契約相手方に係るものを

含む。

注� 「契約件数」欄のうち「割合」は、小数点第 2位以下を切り捨てているため、各項目を合計しても
100にならない。また、金額は、千円未満を切り捨てているため、各項目の数値を合計しても
「計」欄の数値と一致しない場合がある。

� 談合事件の把握方法

検査対象機関における談合事件の把握方法を調査したところ、検査対象機関は、公

正取引委員会がホームページで公表している報道発表資料、公正取引委員会が行った

勧告審決
（注 6）

等に基づき受注者からなされた通知、新聞報道等からの情報収集により、談

合事件の発生を把握している。なお、談合事件のうち刑法第 96条の 3の規定による

刑の確定に係るものについては、新聞報道等から情報を収集する以外には有用な手段

が見受けられない。

談合等により生じた損害を適切に回復するためには、検査対象機関において談合事

件が発生していることを適時適切に把握することが必要であり、その情報を確実に収

集するためには、上記のほか、検査対象機関において、公正取引委員会が契約相手方

に対して行った課徴金納付命令が確定するなどした場合には、契約相手方に当該命令

等に関する書類を速やかに提出するよう契約書で定めたり、検査対象機関に関係する

談合等が発生した場合には、その情報を他の機関に提供する仕組みを設けたりするこ

となどが効果的である。

これについて、検査対象機関の中には、談合等の不正行為を行った業者に対する指

名停止措置に関して、発注機関がホームページで公表している報道発表資料や、中央

公共工事契約制度運用連絡協議会又は地方公共工事契約業務連絡協議会の会員間の情

報交換により談合事件の発生を把握しているものがある。
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（注 6） 勧告審決 平成 17年 4月改正前の独占禁止法第 48条第 4項の規定に基づき、公正取

引委員会から勧告を受けた者が当該勧告を応諾したときに、同委員会により審判手

続を経ないで行われる当該勧告と同趣旨の審決

� 談合対象契約の特定

検査対象機関は、�により把握した談合事件について、次のような方法などにより
談合対象契約を特定している。

� 公正取引委員会が独占禁止法第 7条の 2第 1項に規定する課徴金納付命令を行っ

ている場合には、同委員会から課徴金算定対象となる期間における当該命令の対象

となった業務等の一覧の提供を受ける。

� 独占禁止法第 89条第 1項又は第 95条第 1項第 1号に規定する刑が確定している

場合には、判決等に係る文書を入手する。

� 刑法第 96条の 3に規定する刑が確定している場合には、判決、略式命令等に係

る文書を入手する。

� 違約金等の請求

検査対象機関は、特定された談合対象契約について、違約金条項が付されている場

合には当該条項に基づき違約金の額の算定を行うなどして違約金を請求して、違約金

条項が付されていない場合には独占禁止法第 25条若しくは民法（明治 29年法律第 89

号）第 709条の規定に基づく損害賠償請求又は同法第 704条の規定に基づく不当利得

返還請求を行うために損害額の算定を行うなどして損害金を請求するなどしている。

� 検査対象機関における談合事件の把握状況

検査対象機関が関係した談合事件（表 2 ― 1参照）のうち、19年 11月末日現在で、

その大半については当該機関において前記の方法により把握していたが、表 2 ― 3の

とおり、 4機関に係る 5事件については、各機関において談合等が発生していた事実

を把握していなかった。

また、文書の保存期限が経過していることなどから、談合事件の把握状況が明らか

でないとしている機関がある。
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表 2 ― 3 談合等の把握状況

談 合 事 件 発 注 者 把握状況

2 官公庁等発注の航空写真測量業務

農林水産省 ▲

建設省（国土交通省） ×

日本道路公団 ※ ▲

地域振興整備公団 ※ ▲

3 国公立病院等発注の寝具類賃貸・洗濯業務 日本私立学校振興・共済事業団 ×

5 官公庁等発注の調査測量設計業務 日本鉄道建設公団
（鉄道建設・運輸施設整備支援機構） ×

9 官公庁等発注の建築物清掃業務等 国土交通省 ×

10 官公庁等発注の建設資材価格調査業務 新東京国際空港公団
（成田国際空港株式会社） ×

注� 「談合事件」欄の番号は、表 2 ― 1「談合事件」欄の番号と対応している。
注� 「談合事件」欄の各事件は、同一時期、同一種類の事件をまとめて整理したものである。
注� 「発注者」欄には、発注当時の機関名を記載しているが、平成 19年 11月末日現在の機関名と名
称が異なる場合には、その名称を（ ）書きで記載している。

注� ※印を付したものについては、談合事件の把握状況が明らかでないものであることから、発注

当時の機関名のみを記載している。

注� 「把握状況」欄には、談合等が発生していた事実を把握していなかったものについて「×」を、把
握状況が明らかでないものについて「▲」を表示している。

したがって、検査対象機関において、談合等が発生していた事実を把握していないも

のについては、早急に損害額の調査を行い、損害の回復に努める必要がある。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

公正取引委員会は、物価調査機関 2法人が、遅くとも平成 11年 4月 1日から

14年 6月 19日までの間に、複数の発注機関が発注した建設資材価格調査業務に

関して談合を行っており、独占禁止法第 3条の規定に違反するとして、両法人に

対して課徴金納付命令を行っており、16年 10月には、当該納付命令が確定して

いる。

成田国際空港株式会社（16年 3月 31日以前は新東京国際空港公団）では、18年

9月に違約金条項を導入しており、新東京国際空港公団当時に締結していた契約

には違約金条項が付されていない。そして、同公団が上記の両法人に発注してい

た建設資材価格調査業務のうち一部の契約（ 3件、支払金額 2497万円）が上記の

課徴金納付命令の対象となっていたのに、成田国際空港株式会社ではこの事実を

把握しておらず、当該談合により生じた損害について損害金を請求していなかっ

た。

なお、同会社では、本院の検査を踏まえ、上記契約の相手方である物価調査機

関との協議を行うなどした結果、20年 6月に同機関から損害金を収納してい

る。

イ 違約金等の請求及び収納状況

検査対象機関において把握していた談合事件について、談合等により生じた損害の回
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復状況をみると、次のとおりである。

すなわち、談合事件 23事件に係る談合対象契約は計 9,627件、支払金額計 5748億余

円となっており、このうち、違約金条項が付されている契約は 9事件に係る計 578件

（6.0％）、支払金額計 2637億余円（45.8％）、違約金条項が付されていない契約は 18事件

に係る計 9,049件（93.9％）、支払金額計 3111億余円（54.1％）となっている。なお、23事

件中 4事件に係る談合対象契約については、違約金条項が付されている契約と付されて

いない契約の両方がある。

そして、19年 11月末日時点で契約の履行が完了している契約 9,610件についてみる

と、図 2 ― 1のとおり、違約金条項が付されている契約 561件のうち 551件については

232億余円の違約金等の請求が行われて、このうち 441件については 212億余円の違約

金が収納されている。一方、違約金条項の付されていない契約 9,049件のうち 7,839件

については 111億余円の損害金の請求が行われ、このうち 654件については 6億余円の

損害金が収納されている。

図 2 ― 1 談合等により生じた損害の回復状況（平成 19年 11月末日現在）

違約金等を請求している検査対象機関の中には、勧告審決等において違反行為があっ

たとされる期間を基に、契約相手方と協議するなどして談合対象契約を特定し、課徴金

の算定対象となる最長期間（ 3年間）を超えているものについても、損害金の請求を行

い、その支払を受けているものも見受けられる。

また、課徴金納付命令等が確定する前に、独占禁止法第 89条第 1項若しくは第 95条

第 1項第 1号又は刑法第 96条の 3に規定する刑が確定しているときは、課徴金納付命

令等の確定を待たずに、当該刑の確定をもって、違約金等の請求を行っているものも見

受けられる。

なお、契約の履行が完了していない 17件については、支払金額が確定していないこ

とから違約金等の額を算定することができないとしており、契約の履行が完了し支払金

額が確定した後に、違約金の請求を行ったり、損害額の算定を行うなどして損害金の請

求を検討したりなどするとしている。

さらに、違約金等の請求及び収納状況について、違約金条項の有無で区分してみる

と、次のとおりである。

� 違約金条項が付された契約

談合対象契約で違約金条項が付されている契約のうち、契約の履行が完了している
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前記の 561件について、違約金の請求及び収納までの期間をみると、次のとおりであ

る。

すなわち、違約金の請求が行われている 551件の契約のうち、談合等の事実が確定

する前に請求がなされた 1件を除く 550件について、契約相手方に違約金等を請求す

るまでの期間は、談合等の事実が確定した日から起算して、平均 93.4日（ 0日～577

日）となっている。また、違約金が収納されている 441件の契約について、契約相手

方から違約金を収納するまでの期間は、談合等の事実が確定した日から起算して、平

均 134.5日（ 4日～584日）となっている（図 2 ― 2参照）。

図 2 ― 2 違約金等の請求及び収納に要した平均期間の状況

また、この違約金条項に基づく違約金の請求に対して、契約相手方がその支払を拒

否したものもあるが、その場合でも当該契約相手方に対して違約金支払請求訴訟を提

起して、その請求認容判決が下された結果、違約金の支払を受けているものがある。

一方、契約の履行が完了している契約のうち、20年 5月末日現在でも違約金の請

求が行われていないものが 6件あり、これらのうち、既に解散した 1社との契約を除

いた 5件の契約は国土交通省及び水資源機構の特定ダム用水門設備工事又は特定河川

用水門設備工事に係る契約である。両機関の違約金条項は、特定条項となっており、

上記 5件の契約は、契約相手方が課徴金減免制度の適用を受けたことにより、課徴金

の納付を命じられなかったため、違約金条項を適用するための条件に該当せず、違約

金の請求が行われていないものである。

課徴金減免制度は、カルテルの発見、解明を容易にして、競争秩序の早期回復を図

るために導入された行政上の措置であるのに対して、違約金条項は、談合等により被

ることになる損害の早期回復などのために発注者が契約上付するもので、両者は、そ

れぞれ趣旨・目的が異なっている。したがって、契約相手方が課徴金減免制度の適用

を受けて、課徴金の納付が免除されたことにより、違約金の支払を受けられないこと

になった発注者は、談合等によって被った損害について、損害賠償請求等により適切

に回復する必要がある。

上記の 2機関においては、独占禁止法の改正を受けて、課徴金の納付を免除された

契約相手方に対しても違約金を請求できるよう検討してきたものの、違約金条項の見

直しには至っておらず、損害賠償を請求する方針としていた。このことに関して、2
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機関は、20年 7月に違約金条項の見直しを行い、課徴金の納付を免除された契約相

手方に対しても違約金を請求することができるよう改善の処置を講じた。

（前掲本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 674ページ及び

847ページ参照）

� 違約金条項が付されていない契約

談合対象契約で違約金条項が付されていない契約の中には、検査対象機関において

内部規程等に基づき違約金条項を導入しているにもかかわらず、入札・契約手続の開

始時に失念して、入札・契約条件として提示しなかったことなどのため、違約金条項

が付されていないものが、 3機関（発注当時）
（注 7）

において計 5件見受けられた。そして、

20年 5月末日時点で、これらの契約のうち 3件については損害金の請求が行われ、

このうち 2件については収納されている。また、残り 2件のうち 1件については債権

の保全措置が執られており、 1件については損害賠償請求の検討が行われている。

（注 7） 3機関（発注当時） 国土交通省、日本道路公団及び国立病院機構

談合対象契約で違約金条項が付されていない契約のうち、契約の履行が完了してい

る前記の 9,049件について、損害金の請求又は収納までの期間をみると、次のとおり

である。

すなわち、損害金の請求が行われている 7,839件の契約のうち、談合等の事実が確

定する前に請求が行われた 3,763件を除く 4,076件について、契約相手方に損害金を

請求するまでの期間は、談合等の事実が確定した日から起算して、平均 355.9日（30

日～1,925日）となっている。また、損害金が収納されている 654件の契約について、

契約相手方から損害金を収納するまでの期間は、談合等の事実が確定した日から起算

して、平均 656.9日（44日～1,946日）となっている（図 2 ― 2参照）。

この損害金の請求についてみると、検査対象機関において損害額の調査を行い、そ

の額を算定することになるが、損害額の合理的な算定方法の検討や請求の対象となる

契約相手方との調整などに相当の期間を要するなどとして、損害金の請求を行ってい

ないものがあるほか、損害金の請求を行ったものの、契約相手方がその支払に応じな

かったことから訴訟を提起しているが、判決の確定に至っていないなどのため、損害

金が収納されていないものなどがある。

上記について事例を示すと次のとおりである。
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＜事例＞

防衛庁（平成 19年 1月 9日以降は防衛省。以下同じ。）が発注した石油製品に

係る「防衛庁石油製品入札談合に係る独占禁止法違反事件」については、16年

3月に東京高等裁判所で判決が下され、一部の受注者について独占禁止法第

89条第 1項第 1号及び第 95条第 1項第 1号に規定する刑がそのまま確定し、

上告した受注者についても 17年 11月に最高裁判所で上告棄却の決定が下さ

れ、上記の刑が確定している。

同庁は、談合対象契約のすべてが違約金条項を導入する前に締結したもの

で、違約金条項を付していないことから、損害額の算定を行った上で、すべて

の受注者等に対し、17年 1月に不当利得返還請求を行い、また、同年 4月に

は督促を行ったが、上記の受注者等はこれに応じなかった。

このため、同庁は、同年 12月に不当利得返還請求訴訟を東京地方裁判所に

提起したが、一部の受注者の刑の確定から 4年以上を経過してなお係争中であ

り、損害の回復が行われていない状況となっている。

談合等の事実が確定した日から違約金等の請求及び収納までの期間について、違約

金条項が付されている契約の方が付されていない契約に比べて短いのは、違約金条項

が付されていない契約においては、損害金の算定等に相当の時間を要するのに対し

て、違約金条項が付されている契約においては、違約金条項で定められた一定の率を

契約金額に乗じて得た額を違約金として直ちに請求することができることによるもの

である。

以上のように、違約金条項が付されていない契約については、違約金条項が付されて

いる契約と比べて、損害の回復が行われていない契約が多く、損害の回復に時間を要し

ている状況である。

違約金条項は、談合等によって生じた損害の回復を容易にするとともに、談合等に対

する抑止効果を期待して導入されるものであり、その趣旨に沿って確実に付する必要が

あるほか、談合等により生じた損害が回復されていない契約のうち、違約金等の請求を

行っていないものについては、請求権に係る時効も念頭に置きつつ、早期の損害回復に

努める必要がある。

ウ 国から補助金等の交付を受けて法人が直接実施した事業において発生した談合事件に

係る違約金等の取扱い

本院は、国土交通省所管の国庫補助事業に関して、談合等があった場合の違約金等に

係る国庫補助金相当額の取扱いなどについて検査を実施した結果、談合等によって被っ

た損害を回復している地方公共団体において、収納された違約金等に係る国庫補助金相

当額の国への返還が行われていないなどの事態が生じていた。そして、上記について、

国土交通省において、違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還が的確に実施され

るよう改善の処置が講じられたことについて、会計検査院法第 30条の 2の規定に基づ

き、19年 9月に国会及び内閣に報告している。

そこで、今回、検査対象機関のうち、法人が国から補助金等の交付を受けて直接実施

した事業において発生した談合事件に係る違約金等の取扱いについて検査を実施した。
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前記の談合事件のうち、国から補助金等の交付を受けて法人が直接実施した事業に係

るものは 3法人で 4事件あり、19年 11月末日現在における違約金等に係る国庫補助金

相当額の国への返還状況をみると、表 2 ― 4のとおり、水資源機構の建設資材価格調査

業務に係る談合事件については、国庫補助金相当額が国へ返還されている。

表 2 ― 4 違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還状況（平成 19年 11月末日現在）
（単位：件、千円）

発注者 談合事件 契約
件数

違約金等の請求状況 違約金等の収納状況 収納した違約金等に係る国庫補助金
相当額の返還状況

請求年月日 請求件数 請求金額 収納年月日 収納件数 収納金額
違約金等に
係る国庫補
助金相当額

返還年月日 返還件数 返還金額

水資源開発公
団（水資源機
構）

10
官公庁等発注
の建設資材価
格調査業務

4 H17.1.24 4 713 H17.1.31 4 713 376 H17.3.31 4 376

15
国土交通省等
発注の水門設
備工事

13 H19.7.10 5 443,478 H19.7.26
～27 5 443,478 223,719 ― 0 ―

緑資源機構 17
緑資源機構発
注の林道調査
測量設計業務

137 H19.11.16 137 117,121 H19.11.22 36 32,528 25,087 ― 0 ―

都市基盤整備
公団（都市再
生機構）

18
都市基盤整備
公団発注の造
園工事

1 H17.8.30 1 2,118 ― 0 ― ― ― ― ―

計 155 147 563,431 45 476,719 249,183 4 376

注� 「発注者」欄には、発注当時の機関名を記載しているが、平成 19年 11月末日現在の機関名と名
称が異なる場合は、その名称を（ ）書きで記載している。

注� 「談合事件」欄の番号は、表 2 ― 1「談合事件」欄の番号と対応している。
注� 金額は、千円未満を切り捨てているため、各項目の数値を合計しても「計」欄の数値と一致しな

い場合がある。

その他の談合事件のうち、緑資源機構及び都市再生機構に係る談合事件については、

談合対象契約すべてに違約金条項が付されており、両機構は、計 1億 1924万余円の違

約金の請求を行い、このうち 3252万余円を収納している。そして、緑資源機構は、そ

の後収納した違約金を含め、農林水産省に実績報告書を再度提出して、同機構の債務を

承継した森林総合研究所は、同省から補助金等の額の確定及び返還命令を受けて、20

年 5月に当該違約金に係る国庫補助金相当額を返還している。また、都市再生機構は、

違約金を分割して収納することとしていることから、今後、違約金の収納を待って、当

該違約金に係る国庫補助金相当額の返還手続を行う予定であるとしている。

また、水資源機構の特定ダム用水門設備工事に係る談合事件については、談合対象契

約のうち 6件に違約金条項が付されており、同機構は、これらのうち 5件について 4億

4347万余円の違約金の請求を行い、全額を収納している。同機構は、国土交通省等に

実績報告書を再度提出して、同省等から補助金等の額の確定及び返還命令を受けて、20

年 5月に当該違約金に係る国庫補助金相当額を返還している。そして、談合対象契約の

うち、違約金条項は付されているものの契約相手方が課徴金減免制度の適用を受けて、

課徴金の納付を命じられなかったため、違約金条項を適用するための請求条件に該当し

ない 1件、違約金条項が付されていない 7件、計 8件については、損害金の請求を検討

している状況で、その結果により、損害金の請求を行い、それを収納した場合には、当

該損害金に係る国庫補助金相当額の返還手続を行う予定であるとしている。

なお、これら 3機構は、19年 9月から 12月までの間に、国土交通省又は林野庁か

第
4
章

第
1
節

国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
報
告

第
2

― 968 ―



ら、前記の本院の報告を踏まえた違約金等に係る国庫補助金相当額の取扱いについての

通知を受けている。

4 所見

� 検査の状況の概要

今般、国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人について、談合等に係る違

約金条項の導入等の状況、検査対象機関が締結した契約に関して発生した談合事件に係る

違約金等の請求状況等について検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 違約金条項の導入等の状況について

� すべての契約種類について違約金条項を導入していないのは、府省庁等の内部部局

で 10省庁等、法人で 28法人となっている。また、一部の契約種類について違約金条

項を導入していないのは、府省庁等の内部部局で 19府省庁等、法人で 70法人となっ

ている。

� 内部規程等の定めによらず違約金条項を導入している検査対象機関において、組織

内で違約金条項の導入等の状況が区々となっていて統一的な事務処理が行われていな

いものがある。また、随意契約のうち、見積合わせにより契約相手方を決定する方式

としているものなどについて、契約書に違約金条項を付していないものがある。

� 違約金条項の内容をみると、請求条件が 17年 4月の独占禁止法の改正に対応した

ものとなっていないことなどにより、課徴金の納付命令が行われない場合などには、

基本的には違約金の支払を受けられないことになるものがある。また、単価契約の場

合に、違約金の算定対象額を契約未履行部分の金額としていて、契約履行後に談合等

が発覚した場合に、違約金条項に基づく違約金の請求が困難となるものがある。さら

に、損害額が違約金請求額を超える場合の取扱いを契約書に明示していないものがあ

る。

イ 違約金等の請求状況等について

� 検査対象機関において談合事件が発生していた事実を把握しておらず、談合等によ

り生じた損害が回復されていないものが 4機関において 5事件ある。

� 契約の履行が完了している談合対象契約のうち、違約金条項が付されているものに

ついては、速やかに違約金の請求を行い、請求金額の 91.2％が収納されている。一

方、違約金条項が付されていない契約については、損害額の合理的な算定方法の検討

などに相当な期間を要して、損害金の請求に至っていないものや、契約相手方が支払

に応じなかったことから訴訟を提起したが、判決の確定に至るまで長期間を要してい

るものなどがある。このため、違約金等が収納されている契約のみをとってみても、

違約金条項が付されているものでは、収納されるまでの期間は談合等の事実が確定し

た日から起算して平均 134.5日となっているのに比べて、付されていないものでは、

平均 656.9日となっていて、損害の回復に時間を要している状況である。また、 3機

関においては違約金条項を導入しているにもかかわらず、談合対象契約とされたもの

の中には違約金条項が付されていないものがある。

� 違約金条項が付されている談合対象契約について、契約相手方が課徴金減免制度の

適用を受けたため、違約金条項を適用するための請求条件に該当しないこととなり、

違約金を請求していないものが 2機関あるが、当該検査対象機関においては、その後
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も違約金条項の見直しには至っておらず、同様な事態が発生した場合には違約金を請

求できないとしている。このことに関して、 2機関は、20年 7月に違約金条項の見

直しを行い、課徴金の納付を免除された契約相手方に対しても違約金を請求すること

ができるよう改善の措置を講じた。

� 所見

違約金条項は、談合等によって生じた損害の回復を容易にするとともに、談合等に対す

る抑止効果を期待して導入されるものである。そして、検査対象機関において発生した談

合事件に係る損害の回復状況をみると、違約金条項が付されている契約においては、違約

金条項が付されていない契約に比べて、早期に損害回復がなされている状況である。この

ような中、国、独立行政法人、国立大学法人等の締結する随意契約については、「随意契

約見直し計画」を策定するなど見直しを進めて、競争性のない随意契約を競争入札等に計

画的に移行するなど随意契約の適正化が推進されている。このため、これらの検査対象機

関においても、違約金条項を導入する必要性は今後更に高まることになる。

したがって、以上の検査結果を踏まえ、検査対象機関においては、次のような措置を執

ることが必要である。

ア 全部又は一部の契約種類について違約金条項を導入していない機関においては、適切

に違約金条項の導入を行う。

イ 違約金条項の導入は内部規程等に基づいて行い、違約金条項を契約に付することを徹

底する。また、随意契約であっても、必要な場合は適切に違約金条項を付する。

ウ 違約金条項に規定する内容については、単価契約の場合における違約金の算定対象額

を適切に定めたり、損害額が違約金請求額を超える場合の取扱いを適切に定めたりする

ほか、請求条件として排除措置命令の確定等に係る事項を追加するなど、談合等の発生

に対応して的確に違約金条項を適用して、損害の回復を行うことができるものにする。

エ 談合事件が発生していた事実を適時適切に把握する。その際には、契約相手方から書

類の提供を受けたり、他の発注機関などから情報の提供を受けたりなどして的確に情報

を収集する。また、談合事件が発生したことを把握していなかったため、談合等により

生じた損害が回復されていない契約については、早急に談合等により生じた損害額の調

査を行い、損害の回復に努める。

オ 違約金条項が付されていない契約などで、談合等により生じた損害の回復がなされて

いない契約については、損害賠償請求権に係る時効が 3年であることなども念頭に置き

つつ、早期の損害回復に努める。また、当該契約が補助金等を原資として法人が自ら実

施した事業に係るものである場合には、当該損害金に係る国庫補助金相当額の返還手続

を適切に行う。

本院としては、今後とも違約金条項の導入及び見直しの状況並びに談合等により生じた

損害の回復状況等について引き続き注視していくこととする。
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第 2節 国会からの検査要請事項に関する報告

1 検査要請を受諾した事項

平成 19年 11月から 20年 10月までの間に、国会法（昭和 22年法律第 79号）第 105条の規定

による会計検査及びその結果の報告を求める要請（以下「検査要請」という。）を受諾した事項

は 5件あり、これら 5件の検査要請を行った議院の委員会、検査要請事項及び検査要請受諾

年月日は、表 1のとおりである。

表 1 国会法第 105条の規定による検査要請を受諾した事項

事項

番号

検査要請を行っ
た議院の委員会 検 査 要 請 事 項 検 査 要 請

受諾年月日

�
参議院決算委員

会

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土

交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及

び技術協力に係る援助の効果について（参委発第 4号）

平成

20年 1月 16日

�
参議院決算委員

会

各府省所管の公益法人の財務等の状況について（参委発第 86

号）
20年 6月 10日

�
参議院決算委員

会

年金記録問題について（参委発第 87号）
20年 6月 10日

�
参議院決算委員

会

国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行につい

て（参委発第 88号）
20年 6月 10日

�
参議院決算委員

会

防衛装備品の一般輸入による調達について（参委発第 89号）
20年 6月 10日

本院は、上記の表 1に掲げた検査要請事項 5件のうち�については、「 2 検査結果を報

告した事項」の表 3の�のとおり、20年 10月 8日に検査結果を報告している。

また、�、�及び�の 3件については、検査要請を受諾する前から国民の関心が極めて高

い問題となっていたことから、本院として国会質疑及び報道の内容も踏まえて、重大な関心

を持って検査に取り組んでいたものであり、各検査要請事項に関連する事項についての検査

結果又は検査状況を、表 2のとおり第 3章又は本章に掲記している。

本院は、�、�及び�の 3件について引き続き検査を実施するとともに、前記の�につい
て検査を実施して、取りまとめが出来次第報告することとする。
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表 2 検査要請事項に関連する事項についての検査結果又は検査状況

事項

番号

第 3 章又は本章における掲記の状況

件 名 掲記した章・事項等

�

ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約にお

いて、仕様書の記載、委託業者への指示等が適切でなかった

ため、再度、ねんきん特別便の作成及び発送が必要となり不

経済となっているもの

第 3章に「不当事項」として掲記
（242ページ参照）

職員の不正行為による損害が生じたもの 第 3章に「不当事項」として掲記
（335ページ参照）

�

一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定め

られた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよ

う検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの

第 3章に「意見を表示し又は処置
を要求した事項」として掲記

（608ページ参照）

道路整備特別会計における支出が適正かつ効率的に行われる

よう意見を表示したもの

第 3章に「意見を表示し又は処置
を要求した事項」として掲記

（622ページ参照）

�

防衛装備品の一般輸入による調達について 本章に「国会からの検査要請事項

に関する検査状況」として掲記

（1118ページ参照）

2 検査結果を報告した事項

19年 11月から 20年 11月までの間に会計検査院法第 30条の 3の規定により、検査結果

を報告した事項は 6件あり、これら 6件の報告事項名、検査結果の報告年月日及び報告先

は、表 3のとおりである。

表 3 会計検査院法第 30条の 3の規定により検査結果を報告した事項

事項

番号

報 告 事 項 名 検査結果の
報告年月日 報 告 先

�
各府省等が締結している随意契約に関する事項について

注�
平成

20年 9月 10日
参 議 院

�
独立行政法人日本スポーツ振興センターにおけるスポーツ振

興くじの実施状況について
20年 9月 10日 参 議 院

�
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土

交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及

び技術協力に係る援助の効果について

20年 10月 8日 参 議 院

�
政府開発援助の無償資金協力及び技術協力における契約入札

手続等について 注�
20年 10月 8日 参 議 院

� ODA事業の執行状況について 注� 20年 10月 8日 参 議 院

	 独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について 20年 11月 7日 参 議 院

注� �及び�の報告は、平成 19年 10月 17日の報告において、引き続き検査を実施して、取りまとめが出来
次第報告することとするとしたものについて、会計検査の結果を取りまとめたものである。

注� �の報告は、平成 19年 9月 12日の報告において、引き続き検査を実施して、取りまとめが出来次第報告
することとするとしたものについて、会計検査の結果を取りまとめたものである。

上記の表 3に掲げた 6件についての検査結果の概要は、次のとおりである。
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第 1 各府省等が締結している随意契約に関する事項について

要請を受諾した
年月日

平成 18年 6月 8日

検 査 の 対 象 内閣、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生

労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省（平

成 19年 1月 8日以前は内閣府防衛庁）、国会、裁判所、会計検査院

検 査 の 内 容 上記の府省等が締結している随意契約についての検査要請事項

報告を行った年
月日

平成 20年 9月 10日

1 検査の背景及び実施状況

� 検査の要請の内容

会計検査院は、平成 18年 6月 7日、参議院から、国会法第 105条の規定に基づき下記

事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し

同月 8日検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してそ

の検査の結果を報告することを決定した。

一、 会計検査及びその結果の報告を求める事項

� 検査の対象

内閣、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、国会、裁判所、会計検査院

� 検査の内容

各府省等が締結している随意契約についての次の各事項

� 随意契約を含めた契約全般の状況

� 随意契約の実施状況及び随意契約となった理由の妥当性

� 公益法人に対する随意契約の実施状況及び公益法人による再委託の状況

� 契約の透明性の向上に向けた体制整備の状況

� 随意契約先公益法人における所管府省退職者の再就職者数

	 再委託先への所管府省及び当該公益法人それぞれの退職者の再就職者数


 �	についてそれぞれの公益法人及び再委託先の従業員に占める再就職者の比
率、役員に占める比率

� 平成 16年度決算に関する決議における内閣に対する警告の内容

参議院は、18年 6月 7日に決算委員会において、検査を要請する旨の上記の決議を行

うとともに、平成 16年度決算に関して内閣に対し警告すべきものと議決し、同月 9日に

本会議において内閣に対し警告することに決している。

この警告決議のうち、上記検査の要請に関連する項目の内容は、次のとおりである。

1 平成十六年度に中央省庁が実施した一件五百万円以上の工事の発注や、業務委託等の

契約に占める随意契約の件数の割合が約七十パーセントと極めて高率になっており、中

でも、国土交通省所管の各建設協会などを始め所管公益法人に発注した契約には、随意
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契約割合が百パーセント、あるいはそれに近い高率になっている例が少なからず見ら

れ、さらに、これらの公益法人に多数の OBが天下っていることは、契約の公平性、競

争性及び透明性の確保に疑念を抱かせ、看過できない。また、IT調達にあっては、民

間企業を相手とする随意契約が金額の七割から八割を占めている省庁もある。

政府は、随意契約の見直しに当たっては、相手方の官民を問わず一般競争入札を原則

とし例外的に随意契約を認めている会計法の精神に照らして厳格な運用に努めるととも

に、所管公益法人等への業務委託の実施に当たっては、天下りの状況も含め積極的に情

報開示を行うなど、国民の不信を招くことのないよう厳正に対処し、公共調達の適正化

に努めるべきである。

� 国の契約方式等の概要

国の契約方式としては、一般競争契約及び指名競争契約（以下、両者を合わせて「競争契

約」という。）並びに随意契約の三方式があり、このうち機会の均等、公正性の保持、予算

の効率的使用の面から、一般競争契約が原則とされている。

さらに、上記の契約方式とは別に、従来随意契約によっていた業務について、近年、業

者選定の公平性及び透明性を向上させるための取組として企画競争や公募が行われてい

る。このうち、企画競争とは、例えば、調査、研究、広報等の業務の中には、契約の内容

から価格による競争を実施することが困難なものがあるが、このような場合において、複

数の業者から企画書等を提出させるなどして、その内容や業務遂行能力が最も優れた者を

選定する手続であり、選定した者を契約相手方として随意契約（以下、このような随意契

約を「企画随契」という。）が行われることとなる。また、公募とは、特殊な技術又は設備等

が不可欠な内容の契約において、必要な技術又は設備等をホームページ等で具体的に明ら

かにした上で、参加者を募る手続であり、従来の契約相手方のほかに履行可能な者がいな

いかの確認のため行われるものである。そして、要件を満たす応募者が複数の場合は一般

競争契約又は企画競争が行われ、 1者の場合は当該 1者と随意契約が行われることにな

る。

� 19年次の会計検査の実施状況

前記の要請により 19年次（検査実施期間 18年 10月から 19年 9月まで）に実施した会計

検査の結果については、「各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果につ

いて」の報告書として取りまとめて、19年 10月 17日に、会計検査院長から参議院議長に

対して報告した（以下、この報告を「19年報告」という。）。

そして、19年報告における検査結果に対する所見において、本院としては、各府省等

による随意契約の見直し状況に係る検証を中心に引き続き検査を実施して、検査の結果に

ついては、取りまとめが出来次第報告することとした。

� 20年次の検査における検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、20年次において、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、各府省等

における随意契約の見直し状況の検証を中心に、契約事務が適切に行われて、公正性、競

争性及び透明性が確保されているかなどに着眼して検査を実施した。

検査は、19年次と同様に、各府省等における支出原因契約を対象とした。そして、契

約の状況に関しては、18年度及び 19年度（12月まで）の契約について調書を徴して、契約

の実施状況、競争性の状況、再委託の状況等を 19年報告を踏まえつつ分析するととも
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に、随意契約の見直し状況について個別具体的に把握するなどのため、調書に該当契約が

あった本省及び外局等（以下「省庁」という。）39省庁のすべてについて会計実地検査を行っ

た。また、随意契約先公益法人等への再就職の状況に関しては、各府省等や公益法人から

提出された調査票等に基づき分析を行った。

2 検査の結果

� 随意契約を含めた契約全般の状況

ア 府省等における契約全体の状況

各府省等から提出された調書によると、表 1のとおり、各府省等の国内のすべての官

署において締結された支出原因契約（少額随契が認められる契約等は除く。以下「対象契

約」という。）のうち 19年度（12月まで）の府省等全体の契約は、件数で 14.5万件、支払

金額で 2.2兆円（以下、19年度の支払金額は、19年 12月までに支払われた金額であ

る。）で、前年度同期と比較すると、件数で 2.4％、支払金額で 1.3％増加している。

表 1 対象契約の件数及び支払金額並びにその変化 （単位：件、百万円、％）

年 度 件 数 支 払 金 額

平成 18年度 181,454 5,359,072

19年度（12月まで）� 145,783 2,244,137

18年度（12月まで）� 142,404 2,215,318

増�減�－�
（増�減率（�/�－ 1））

3,379
（2.4）

28,819
（1.3）

イ 契約相手方別の契約状況とその変化

契約の相手方については、�民間企業、�公益法人、�独立行政法人等（独立行政法
人、特殊法人及び認可法人をいう。以下同じ。）及び�その他（地方公共団体、国立大学
法人、学校法人、個人等�～�以外のものをいう。以下同じ。）に 4分類した。

19年度（12月まで）の対象契約を契約相手方別にみると、「民間企業」の割合が最も多

く、件数で 75.6％、支払金額で 66.8％を占めている。次いで、件数では「公益法人」が

7.8％（うち所管公益法人
（注 1）

5.1％）、支払金額では「独立行政法人等」が 8.3％、「公益法人」

が 7.7％（同 5.9％）となっている。前年度同期と比較すると、「公益法人」との契約は、件

数で 11.2％（同 17.4％）、支払金額で 3.1％（同 5.5％）減少している。

（注 1） 所管公益法人 各府省が設立許可及び指導監督の権限を有する公益法人をいう。

ウ 契約方式の状況

19年度（12月まで）の対象契約について契約方式の状況をみると、表 2のとおり、件

数では競争契約の割合が過半を占めているが、支払金額では随意契約が 58.1％（うち企

画競争等を経ない随意契約
（注 2）

43.8％）となっている。これを前年度同期と比較すると、競

争契約の割合が、件数で 7.0ポイント、支払金額で 4.2ポイント増加しているほか、競

争契約を総合評価方式
（注 3）

により行ったものの割合も、件数で 2.7ポイント、支払金額で

1.9ポイント増加している。一方、企画競争等を経ない随意契約の割合は大きく減少し

ており、その減少幅は件数で 19.0ポイント、支払金額で 12.4ポイントとなっている。

（注 2） 企画競争等を経ない随意契約 随意契約の中から、�企画随契、�公募を経た随意契

約、�不落・不調随契（予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 99条の 2又は

第 99条の 3の規定に基づき、競争に付したが入札者がいないなどのため随意契約
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によったものをいう。以下同じ。）の三つを除いた契約をいう。

（注 3） 総合評価方式 競争契約において、契約の性質又は目的から価格のみの競争により難

い場合に、価格だけでなく、技術的要素等も併せて総合的に評価して落札者を決定

する方式をいう。この方式による場合には、各省各庁の長（衆議院議長、参議院議

長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。）が財

務大臣と協議して定めるところによりこれを行うこととされている。

表 2 契約方式の全体状況とその変化

� 件数 （単位：件、％、％ポイント）

契約方式

年度等

一般競争契約 指名競争契約 競争契約（計） 随意契約

合計
うち総
合評価
方式

うち総
合評価
方式

うち総
合評価
方式

うち企
画競争
等を経
ない随
意契約

平成 19年度
（12月まで）

件数 53,328 11,037 20,079 663 73,407 11,700 72,376 38,208 145,783

割合� （36.6） （7.6） （13.8） （0.5） （50.4） （8.0） （49.6） （26.2） （100）

18年度
（12月まで）

件数 37,443 6,516 24,310 1,033 61,753 7,549 80,651 64,304 142,404

割合� （26.3） （4.6） （17.1） （0.7） （43.4） （5.3） （56.6） （45.2） （100）

増減値�－� 10.3 3.0 � 3.3 � 0.2 7.0 2.7 � 7.0 � 19.0

（注）「随意契約」には、不落・不調随契も含めている。以下の図表において、特に除外する旨の注

記をしない限り同様である。

� 支払金額 （単位：百万円、％、％ポイント）

契約方式

年度等

一般競争契約 指名競争契約 競争契約（計） 随意契約

合計
うち総
合評価
方式

うち総
合評価
方式

うち総
合評価
方式

うち企
画競争
等を経
ない随
意契約

平成 19年度
（12月まで）

支払
金額 686,793 390,896 252,425 8,698 939,219 399,595 1,304,917 983,771 2,244,137

割合� （30.6） （17.4） （11.2） （0.4） （41.9） （17.8） （58.1） （43.8） （100）

18年度
（12月まで）

支払
金額 529,352 321,777 306,377 29,663 835,730 351,440 1,379,5881,244,897 2,215,318
割合� （23.9） （14.5） （13.8） （1.3） （37.7） （15.9） （62.3） （56.2） （100）

増減値�－� 6.7 2.9 � 2.6 � 0.9 4.2 1.9 � 4.2 � 12.4

また、公募は、19年度（12月まで）に 13,498件実施されているが、このうち随意契約

（不落・不調随契及び企画随契を除く。）が 95.9％を占めている。

19年度（12月まで）の対象契約について契約種類別に契約方式の状況をみると、競争

契約の割合が高いのは、前年度同期と同様に「工事（設計、調査等を含む。）」（件数

72.0％、支払金額 75.8％）、「物品等の購入」（件数 78.8％、支払金額 73.8％）である。

契約相手方別に契約方式の状況をみると、「民間企業」が契約相手方である場合の競争

契約の割合は、件数、支払金額それぞれ 61.9％、59.6％となっている。一方、「公益法

人」の場合の競争契約の割合は、件数で 27.3％、支払金額で 14.6％となっていて、「民
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間企業」の場合と比べて、依然として低い状況となっている。

競争契約において、その利点が発揮されるためには、なるべく多数の者が応札する状

況の下で適切な競争が行われることが重要である。19年度（12月まで）の対象契約につ

いて競争契約の応札者数の状況を件数でみると、表 3のとおり、応札者が 5者以上の契

約の割合が 40.3％を占める一方、 1者応札のものの割合も 26.1％ある。

表 3 競争契約における応札者数の状況（平成 19年度（12月まで）） （単位：件、％、％ポイント）

応札者数
契約方式

1 者 2 者 3 者 4 者 5者以上 計

競争契約 �
19,155 11,030 7,913 5,736 29,573 73,407
（26.1） （15.0） （10.8） （7.8） （40.3） （100）

一般競争契約
18,687 9,763 6,755 4,659 13,464 53,328
（35.0） （18.3） （12.7） （8.7） （25.2） （100）

指名競争契約
468 1,267 1,158 1,077 16,109 20,079

（2.3） （6.3） （5.8） （5.4） （80.2） （100）

〈参考〉
平成 18年度（12月まで）
の競争契約 �

10,363 8,090 6,308 4,716 32,276 61,753
（16.8） （13.1） （10.2） （7.6） （52.3） （100）

増減値（�－�） 9.3 1.9 0.6 0.2 � 12.0

エ 落札率の状況

契約金額の予定価格に対する比率を示す落札率は、予定価格の妥当性や契約方式の特

性等から、その高低だけをもって一律に評価することはできない面はあるものの、契約

の競争性や予算執行の経済性及び効率性を評価する際の指標の一つと考えられる。19

年度（12月まで）の対象契約について契約方式別に落札率の状況をみると、表 4のとお

り、平均落札率は、競争契約が 85.7％（一般競争契約 86.0％、指名競争契約 84.9％）、随

意契約が 98.1％となっていて、随意契約の方が競争契約よりも 10ポイント以上高く

なっている。

表 4 契約方式別の落札率の状況とその変化 （単位：％、％ポイント）

契約方式

区 分
競争契約 随意契約 計

一般競争契約 指名競争契約

平成 18年度契約の平均
落札率 86.3 86.0 86.7 97.4 91.4

19年度（12月まで）の契
約の平均落札率� 85.7 86.0 84.9 98.1 91.0

18年度（12月まで）の契
約の平均落札率� 86.3 85.8 86.9 97.3 91.7

増減値�－� � 0.6 0.2 � 2.0 0.8 � 0.7

また、19年度（12月まで）の対象契約のうち、随意契約については、落札率 90％以上

のものが 96.0％を占めている。さらに、19年度（12月まで）の競争契約について応札者

数と平均落札率の関係をみると、表 5のとおり、 1者応札の場合の平均落札率が 93.1％

となっているのに対して、応札者数が 2者以上の場合はいずれもこれを 6ポイント以上

下回っていて、落札率からみた場合、 1者応札の場合には実質的な競争性を確保しにく

い状況となっている。
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表 5 競争契約における応札者数別の落札率の状況とその変化 （単位：件、％、％ポイント）

応札者数

年度

1 者 2 者 3 者 4 者 5者以上 計

件数 平均落
札率 件数 平均落

札率 件数 平均落
札率 件数 平均落

札率 件数 平均落
札率 件数 平均落

札率

平 成 19年 度（12
月まで）� 12,373 93.1 7,396 85.9 5,522 83.9 4,064 82.6 24,187 82.7 53,542 85.7

18年 度（12月 ま
で）� 7,131 93.3 5,498 86.8 4,395 84.9 3,369 83.4 26,969 84.9 47,362 86.3

増減値�－� 5,242 � 0.2 1,898 � 0.9 1,127 � 1.0 695 � 0.8�2,782 � 2.2 6,180 � 0.6

� 随意契約の実施状況及び随意契約となった理由の妥当性

ア 随意契約の実施状況

対象契約のうち随意契約（以下「対象随意契約」という。）の 19年度（12月まで）におけ

る件数と支払金額は、表 6のとおり、7.2万件、1.3兆円となっており、前年度同期よ

り、それぞれ 10.3％、5.4％減少している。しかし、このうち、企画随契は、1.7万件

（随意契約全体に占める割合 24.1％）、1635億円（同 12.5％）となっており、件数で

38.5％、支払金額で 62.0％増加している。

表 6 随意契約の実施状況とその変化 （単位：件、百万円、％）

年 度

件 数 支 払 金 額

随意契約全体
�

随意契約全体
�企画随契� 企画随契の

割合�/� 企画随契� 企画随契の
割合�/�

平成 18年度 97,060 14,335 14.8 3,026,350 418,663 13.8

19年度（12月まで）
� 72,376 17,454 24.1 1,304,917 163,507 12.5

18年度（12月まで）
� 80,651 12,605 15.6 1,379,588 100,901 7.3

増�減率
（�/�－ 1） � 10.3 38.5 � 5.4 62.0

企画競争において、優れた企画書等の選定が可能となるためには、なるべく多数の者

が応募して適切な競争が行われることが重要である。19年度（12月まで）の対象随意契

約について企画競争への応募者数の状況を件数でみると、図 1のとおり、応募者数が 5

者以上のものが 47.1％を占める一方、 1者応募の割合も 26.7％（前年度同期より 10.1ポ

イント増加）と高くなっており、企画競争において複数の業者の中から優れた企画を提

案した者を選定する手続の実効性を確保しにくい状況となっている。

図 1 企画競争における応募者数の状況（件数ベース）
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イ 随意契約とした理由の状況

19年度（12月まで）の対象随意契約について、随意契約とした法令上の適用理由をみ

ると、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」（会計法（昭和 22年法律第 35号）第 29

条の 3第 4項）に該当するためとしているものが最も多く、件数、支払金額共に 80％以

上を占めている。

そこで、19年度（12月まで）に内部部局が締結した対象随意契約のうち、各府省等が

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するとしている契約 13,398件につ

いて、主な具体的な理由を、ほかに履行可能な者がいる可能性の程度によって次の A、

B、Cの三つのグループに大別して分析した。

Aグループ
契約手続の前段階において複数の参加者を想定して、審査の結
果、最も優れた企画書等の提案者と契約するとしているため、あ
る程度競争性が担保されているもの

Bグループ 契約相手方が唯一の者であることの理由が記述されていると考え
られるもの

Cグループ 契約相手方が唯一の者であることの理由が必ずしも記述されてい
ないと考えられるもの

その結果をみると表 7のとおり、19年報告で報告した 17年度契約に係る分析結果と

比較して、Cグループの件数割合が 24.5ポイント低下し、逆に Aグループが 28.4ポイ

ント増加している。

このことから、各府省等が、随意契約の見直しにおいて、ほかに履行可能な者がいる

可能性の程度が高いと思われる Cグループの契約を重点的に競争契約や企画随契へ移

行させたものと考えられる。

表 7 「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するとしている具体的な理由の区
分とその変化（平成 19年度（12月まで）） （単位：件、％、％ポイント）

区 分 件 数 件数割合（A） 平成 17年度
（B）

増減値
（A）－（B）

Aグループ 7,263 54.2 25.8 28.4

Bグループ 2,703 20.2 26.2 � 6.0

Cグループ 1,742 13.0 37.5 � 24.5

その他 1,690 12.6 10.5 2.1

合 計 13,398 100 100

ウ 19年報告に掲記した契約（個別の事態）の見直し状況

� 個別の事態の見直し状況

19年報告で随意契約とした理由の妥当性に関して検討の余地があったと認められ

たとして報告した契約（以下「個別の事態」という。）601件について、19年度末現在で

当局が講じた見直し状況（複数の契約に分割したり、統合したりなどしているため、

見直し後の件数は 613件）をみると、表 8のとおりとなっている。
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表 8 個別の事態に係る見直し状況（平成 19年度末現在） （単位：件）

区 分 個別の
事態

見直し状況（平成 19年度末現在）

措置済み 措置未済

当該年度
限りなど 計競争契約

に移行
企画随契
に移行

公募を実
施

20年度に
措置予定 未 定

（うち 20
年 7月 1
日現在で
措 置 済
み）

件 数 601 379 23 25 75 （60） 20 91 613

（注）「競争契約」には、見直し後に競争入札を行った結果、不落・不調随契となったものを含めて

いる。表 14においても同じ。

� 個別の事態について見直し後における競争性等の状況

上記の個別の事態のうち、19年度末までに見直しにより競争契約又は企画随契に

移行したもの計 409件（見直し後の件数計 394件（不落・不調随契を除く。））につい

て、応札（応募）者の数、落札率等の状況の変化をみると、表 9のとおりとなってい

る。

表 9 個別の事態に係る競争契約等に移行後における平均落札率等の状況

� 競争契約に移行後における平均落札率等の状況 （単位：件、％）

区 分 競争契約に移
行前の状況

競争契約に移行後の状況

全体� 1者応札�
（�／�）

2者以上応札
�
（�／�）

�のうち

契約相手方が
同じもの�
［�／�］

契約相手方が
異なるもの�
［�／�］

件 数 392 371 191
（51.5）

180
（48.5）

171
［89.5］

20
［10.5］

平均落札率 93.9 82.0 92.7 70.4 92.8 91.7

� 企画随契に移行後における平均落札率等の状況 （単位：件、％）

区 分 企画随契に移
行前の状況

企画随契に移行後の状況

全体� 1者応募�
（�／�）

2者以上応募
�
（�／�）

�のうち

契約相手方が
同じもの�
［�／�］

契約相手方が
異なるもの�
［�／�］

件 数 17 23 9
（39.1）

14
（60.9）

4
［44.4］

5
［55.6］

平均落札率 99.7 96.2 99.8 94.8 99.7 100

（注） 個別の事態の見直しの結果、複数の契約に分割したり、統合したりなどしているものがある

ため、また、見直し後に競争入札を行ったが不落・不調随契となったものは移行後の分析対象

から除いているため、「競争契約に移行前の状況」又は「企画随契に移行前の状況」の件数は、そ

れぞれ「競争契約に移行後の状況」又は「企画随契に移行後の状況」の「全体�」の件数とは一致し
ない。表 11及び表 15においても同じ。

一般競争入札の実施に当たっては、入札の参加に必要な資格要件の定めを必要最小限

のものとして、入札を関係業者等に周知するために、適切な方法で公告を行うことが、

競争参加者の拡大につながると考えられる。
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そこで、個別の事態の中から、随意契約から競争契約等に移行して、かつ、 1者応札

（応募）となっているものについて検査した。その結果、競争性の確保に関して検討の必

要があったと認められた事例として、�公告等の方法が限定的となっているもの、�入

札や応募の条件が制限的なものとなっていたり、その内容が明確でなかったりしている

もの、�仕様書等の内容が明確でないもの、�公募において契約予定相手方名を表示し

ているものが見受けられた。

エ 「随意契約見直し計画」に基づいて適正化を進めることとされている契約の見直し状況

� 随意契約点検の対象となった契約の見直し状況

17年度に内部部局が締結した契約で随意契約点検の対象となった 15,279件のう

ち、18年度又は 19年度（12月まで）に締結された契約と対応することが各府省等から

提出された調書から把握できた 7,595件（見直し後の件数は 7,680件）について、19年

12月までに各府省等が講じた見直し措置の状況をみると、表 10のとおり、引き続き

随意契約を行っているものが 65.9％ある。

表 10 点検対象となった随意契約の見直し状況（平成 19年 12月末現在） （単位：件、％）

区 分
点検対象
となった
随意契約

左のうち
対応関係
が把握で
きたもの

見直し状況（平成 19年 12月末現在）

合 計競争契約
�

企画随契
�

公募を経
た随意契
約
�

�＋�＋
�

引き続き
随意契約

うち随契
によらざ
るを得な
いもの

件 数
15,279 7,595 1,380

（18.0）
889

（11.6）
353

（4.6）
2,622

（34.1）
5,058

（65.9）
2,199

（28.6）
7,680
（100）

注� 「競争契約」には、見直し後に競争入札を行った結果、不落・不調随契となったものを含めてい
る。

注� 「公募を経た随意契約」については、平成 18年度における実施状況を把握していないため、19
年度において実施したもののみを計上している。

注� 「引き続き随意契約」とは、見直し後、公募を実施しないで、引き続き企画競争を経ない随意契
約を行っているもの及び引き続き企画随契を行っているものである。

注� 「うち随契によらざるを得ないもの」とは、随意契約点検の結果、各府省等が引き続き随意契約
によらざるを得ないとしているものである。表 16においても同じ。

� 見直し後における競争性等の状況

上記�の 7,595件のうち、19年 12月までに見直しにより競争契約又は企画随契に

移行したもの計 2,243件（見直し後の件数計 2,218件（不落・不調随契を除く。））につい

て、応札（応募）者の数、落札率等の状況の変化についてみたところ、表 11のとおり

となっている。
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表 11 競争契約等に移行後における平均落札率等の状況

� 競争契約に移行後における平均落札率等の状況 （単位：件、％）

区 分 競争契約に移
行前の状況

競争契約に移行後の状況

全体� 1者応札�
（�／�）

2者以上応札
�
（�／�）

�のうち

契約相手方が
同じもの�
［�／�］

契約相手方が
異なるもの�
［�／�］

件 数 1,311 1,329 783
（58.9）

546
（41.1）

647
［82.6］

136
［17.4］

平均落札率 96.0 87.1 93.7 76.4 93.5 94.5

� 企画随契に移行後における平均落札率等の状況 （単位：件、％）

区 分 企画随契に移
行前の状況

企画随契に移行後の状況

全体� 1者応募�
（�／�）

2者以上応募
�
（�／�）

�のうち

契約相手方が
同じもの�
［�／�］

契約相手方が
異なるもの�
［�／�］

件 数 932 889 578
（65.0）

311
（35.0）

523
［90.5］

55
［9.5］

平均落札率 97.5 97.9 98.3 97.1 98.3 98.0

これらについて、前項ウの個別の事態に係る見直し状況の場合と同様に、競争契約

等に移行して、かつ、 1者応札（応募）となっているものを抽出し、入札手続等につい

て検査するとともに、企画随契に移行して複数者の応募があったものも抽出し、企画

競争の実施方法等について検査した。

その結果、競争性、透明性の確保に関して検討の必要があったと認められた事例と

して、�入札や応募の条件が制限的なものとなっているもの、�公募において契約予

定相手方名を表示しているもの、�企画競争の実施方法において透明性が十分でない

ものがあった。

� 競争性、経済性を高める工夫をしている事例

随意契約から競争契約等に移行したものの中には、各府省等において競争性を高め

る工夫をして競争契約等に移行しているものがあった。その主な事例としては、�業

務実施に必要な専門的な資料を国が作成することにより競争契約に移行しているも

の、�電子複写機の保守契約について支払予定額を定めることにより国庫債務負担行

為に基づく複数年度契約を行っているもの、�業務内容を具体的に仕様書に定めるこ

とにより競争契約に移行しているもの、�契約を分割することにより競争契約に移行

しているものがあった。

また、各府省等における契約のうちには、業務の内容等から引き続き随意契約によ

らざるを得ない場合でも、契約額を低減させていて経済性を確保しているものがあっ

た。
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� 公益法人に対する随意契約の実施状況及び公益法人による再委託の状況

ア 公益法人を契約相手方とする随意契約の実施状況

19年度（12月まで）の対象契約のうち公益法人を契約相手方とする契約の契約方式

は、表 12のとおり、随意契約の割合が、件数で 72.7％、支払金額で 85.4％となってお

り、前年度同期より、それぞれ、13.4ポイント、11.1ポイント低下している。また、企

画競争等を経ない随意契約の割合は、件数で 14.9％、支払金額で 22.7％となってい

て、前年度同期より、それぞれ 52.5ポイント、58.0ポイント低下している。

� 支払金額 （単位：百万円、％、％ポイント）

区 分
競争契
約
�

随意契
約
�

左のう
ち企画
競争等
を経な
い随意
契約
�

計

平成18
年 度
（12 月
まで）
�

�
�
�

割合の
増減値
�－�

�
�
�

18年度
（12月ま
で）
�

�
�
�

割合の
増減値
�－�

�
�
�

18年度
（12月ま
で）
�

�
�
�

割合の
増減値
�－�

�
�
�

18年度
（12月ま
で）

契約全体
939,219 835,730 1,304,917 1,379,588 983,771 1,244,897 2,244,137 2,215,318
（41.9）（37.7） ［4.2］ （58.1） （62.3） ［�4.2］（43.8） （56.2） ［�12.4］ （100） （100）

公益法人
が契約相
手方

25,370 6,233 148,335 172,993 39,353 144,602 173,706 179,227
（14.6） （3.5） ［11.1］ （85.4） （96.5） ［�11.1］（22.7） （80.7） ［�58.0］ （100） （100）

うち所
管公益
法人

22,917 4,838 109,106 134,939 21,191 110,978 132,024 139,778
（17.4） （3.5） ［13.9］ （82.6） （96.5） ［�13.9］（16.1） （79.4） ［�63.3］ （100） （100）

表 12 公益法人を契約相手方とする契約の契約方式の状況とその変化（平成 19年度（12月まで））
	 件数 （単位：件、％、％ポイント）

区 分
競争契
約
�

随意契
約
�

左のう
ち企画
競争等
を経な
い随意
契約
�

計

平成18
年 度
（12 月
まで）
�

�
�
�

割合の
増減値
�－�

�
�
�

18年度
（12月ま
で）
�

�
�
�

割合の
増減値
�－�

�
�
�

18年度
（12月ま
で）
�

�
�
�

割合の
増減値
�－�

�
�
�

18年度
（12月ま
で）

契約全体
73,407 61,753 72,376 80,651 38,208 64,304 145,783 142,404
（50.4）（43.4） ［7.0］ （49.6） （56.6） ［�7.0］（26.2） （45.2） ［�19.0］ （100） （100）

公益法人
が契約相
手方

3,090 1,770 8,226 10,972 1,688 8,588 11,316 12,742
（27.3）（13.9） ［13.4］ （72.7） （86.1） ［�13.4］（14.9） （67.4） ［�52.5］ （100） （100）

うち所
管公益
法人

2,111 1,300 5,314 7,692 887 6,070 7,425 8,992
（28.4）（14.5） ［13.9］ （71.6） （85.5） ［�13.9］（11.9） （67.5） ［�55.6］ （100） （100）

しかし、競争契約における応札者数についてみると、表 13のとおり、公益法人が契

約相手方となっている場合の 1者応札の件数割合は 62.9％となっていて、契約全体の

1者応札の割合（26.1％）と比べてかなり高くなっており、また、前年度同期と比較する

と 16.0ポイントも上昇している。また、企画随契においても公益法人が契約相手方と

なっている場合の 1者応募の件数割合が 45.7％と最も高く、企画随契全体の 1者応募

の割合（26.7％）より高くなっており、前年度同期と比較しても、10.8ポイント上昇して

いる。
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表 13 公益法人を契約相手方とする契約の応札者（応募者）数の状況とその変化（平成 19年度（12月ま
で））

� 競争契約 （単位：件、％）

区 分 1者
応札

平成18年
度（12 月
まで）

2者
応札

18年度
（12月ま
で）

3者
応札

18年度
（12月ま
で）

4者
応札

18年度
（12月ま
で）

5者以
上応札

18年度
（12月ま
で）

計
18年度

（12月ま
で）

競争契約全体
19,155 10,363 11,030 8,090 7,913 6,308 5,736 4,716 29,573 32,276 73,407 61,753
（26.1） （16.8）（15.0） （13.1）（10.8） （10.2）（7.8） （7.6）（40.3） （52.3）（100） （100）

公益法人が契
約相手方

1,943 831 584 414 211 131 94 78 258 316 3,090 1,770
（62.9） （46.9）（18.9） （23.4）（6.8） （7.4）（3.0） （4.4）（8.3） （17.9）（100） （100）

うち所管公
益法人

1,377 647 378 261 129 88 50 48 177 256 2,111 1,300
（65.2） （49.8）（17.9） （20.1）（6.1） （6.8）（2.4） （3.7）（8.4） （19.7）（100） （100）

� 企画随契 （単位：件、％）

区分 1者
応募

平成18年
度（12 月
まで）

2者
応募

18年度
（12月ま
で）

3者
応募

18年度
（12月ま
で）

4者
応募

18年度
（12月ま
で）

5者以
上応募

18年度
（12月ま
で）

計
18年度

（12月ま
で）

企画随契全体
4,655 2,096 1,185 1,054 1,878 1,530 1,510 1,231 8,226 6,694 17,454 12,605

（26.7） （16.6）（6.8） （8.4）（10.8） （12.1）（8.7） （9.8）（47.1） （53.1）（100） （100）

公益法人が契
約相手方

1,269 793 265 296 113 166 61 81 1,071 937 2,779 2,273
（45.7） （34.9）（9.5） （13.0）（4.1） （7.3）（2.2） （3.6）（38.5） （41.2）（100） （100）

うち所管公
益法人

956 695 206 232 89 134 42 57 411 408 1,704 1,526
（56.1） （45.5）（12.1） （15.2）（5.2） （8.8）（2.5） （3.7）（24.1） （26.7）（100） （100）

イ 公益法人を契約相手方とする随意契約において随意契約とした理由の状況

公益法人を契約相手方とするものについて随意契約とした法令上の適用理由をみる

と、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するためとしているものの件数

割合は 95.0％となっており、随意契約全体でみた場合に対して 10ポイント以上高い状

況となっている。

また、19年度（12月まで）の対象随意契約のうち、内部部局締結分について、法令上

の適用理由を「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するとしている随意契

約の具体的な理由をみると、Cグループの割合が 16.2％で、17年度と比較して 48.7ポ

イント低下しているが、随意契約全体の場合（13.0％）よりも高くなっている。

ウ 19年報告に掲記した公益法人を契約相手方とする契約（個別の事態）の見直し状況

� 個別の事態の見直し状況

2 ―� ―ウの個別の事態 601件のうち、公益法人を契約相手方とする契約 133件（見

直し後の件数 138件）について、19年度末現在で当局が講じた見直し状況をみると、

表 14のとおりとなっている。

表 14 個別の事態に係る見直し状況（平成 19年度末現在）（公益法人分） （単位：件）

区 分 個別の
事態

見直し状況（平成 19年度末現在）

措置済み 措置未済

当該年度
限りなど 計競争契約

に移行
企画随契
に移行

公募を実
施

20年度に
措置予定 未 定

（うち 20
年 7月 1
日現在で
措 置 済
み）

件 数 133 83 13 3 2 （－） 7 30 138
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� 個別の事態について見直し後における競争性等の状況

上記の個別の事態のうち、19年度末までに競争契約又は企画随契に移行したもの

計 91件（見直し後の件数計 95件（不落・不調随契を除く。））について、応札（応募）者

の数、落札率等の変化をみると、表 15のとおりとなっている。

表 15 個別の事態に係る競争契約等に移行後における平均落札率等の状況（公益法人分）

� 競争契約に移行後における平均落札率等の状況 （単位：件、％）

区 分 競争契約に移
行前の状況

競争契約に移行後の状況

全体� 1者応札�
（�／�）

2者以上応札
�
（�／�）

�のうち

契約相手方が
同じもの�
［�／�］

契約相手方が
異なるもの�
［�／�］

件 数 80 82 40
（48.8）

42
（51.2）

32
［80.0］

8
［20.0］

平均落札率 95.8 80.5 92.8 73.0 93.3 91.2

� 企画随契に移行後における平均落札率等の状況 （単位：件、％）

区 分 企画随契に移
行前の状況

企画随契に移行後の状況

全体� 1者応募�
（�／�）

2者以上応募
�
（�／�）

�のうち

契約相手方が
同じもの�
［�／�］

契約相手方が
異なるもの�
［�／�］

件 数 11 13 4
（30.8）

9
（69.2）

3
［75.0］

1
［25.0］

平均落札率 99.5 99.9 99.7 99.9 99.7 ―

そこで、個別の事態の中から、競争契約等に移行後の契約が 1者応札（応募）となっ

ているものについて検査したところ、競争性の確保に関して検討の必要があったと認

められた事例として、入札や応募の条件が制限的なものとなっているものが見受けら

れた。

エ 「随意契約見直し計画」に基づいて適正化を進めることとされている公益法人を契約相

手方とする契約の見直し状況

� 公益法人を契約相手方とする随意契約点検の対象となった契約の見直し状況

17年度に内部部局が公益法人を契約相手方として締結した契約で随意契約点検の

対象となった 3,564件のうち、18年度又は 19年度（12月まで）に締結された契約と対

応することが各府省等から提出された調書から把握できた 1,421件（見直し後の件数

1,428件）について、19年 12月までに各府省等が講じた見直しの措置の状況をみる

と、表 16のとおり、引き続き随意契約を行っているものが 41.7％ある。
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表 16 点検対象となった随意契約の見直し状況（平成 19年 12月末現在）（公益法人分） （単位：件、％）

区 分
点検対象
となった
随意契約

左のうち
対応関係
が把握で
きたもの

見直し状況（平成 19年 12月末現在）

合 計競争契約
�

企画随契
�

公募を経
た随意契
約
�

�＋�＋
�

引き続き
随意契約

うち随契
によらざ
るを得な
いもの

件 数
3,564 1,421 364

（25.5）
384

（26.9）
85

（6.0）
833

（58.3）
595

（41.7）
190

（13.3）
1,428
（100）

� 競争性、透明性の確保に関して検討の必要があったと認められた事例

各府省等の随意契約点検の対象となった契約のうち、契約相手方が公益法人で、競

争契約等に移行後、 1者応札（応募）となっているものを抽出し、入札手続等について

検査するとともに、企画随契に移行して複数者の応募があったものも抽出し、企画競

争の実施方法等について検査した。

その結果、競争性、透明性の確保に関して検討の必要があったと認められた事例と

して、�入札や応募の条件が制限的なものとなっているもの、�仕様書等の記載内容
に配慮の余地があったもの、�分割可能な業務が契約内容に含まれているもの、�公
募において契約予定相手方名を表示しているもの、�競争契約への移行について検討
すべきであったもの、�企画競争の実施方法において透明性が十分でないものが見受
けられた。

オ 公益法人による再委託の状況

契約相手方に対して、契約の全部又は一部を更に第三者に再委託（下請を含む。以下

同じ。）することを無条件に認めると、当該契約相手方を選定した発注者の意図に沿わな

い結果となったり、契約履行の責任の所在が不明確になって適正な履行の確保ができな

くなったりするおそれがある。このため、一般的には、再委託は発注者の承認を必要と

することとされており、一括再委託は禁止されている。

そこで、対象随意契約のうち、契約相手方が公益法人で予定価格が 300万円を超える

もの（以下「再委託対象契約」という。）についての再委託の状況をみると、次のとおりと

なっている。

� 再委託に関する契約条項の状況

19年度（12月まで）の再委託対象契約 6,509件に係る契約書、仕様書等の条項（以下

「契約条項」という。）において、再委託についてどのように定めているかをみると、一

定の条件を付して認めている「条件付認容」が、件数で全体の 87.3％を占めている

が、「定めなし」がなお 9.4％ある。

� 再委託の実施状況

国の支払及び再委託に係る支払が共に完了していて、両方の支払金額の対応関係が

明確な 18年度の再委託対象契約のうち、再委託支払金額が判明しているものが 1,718

件ある。

これらについて、再委託率（国の支払金額に占める再委託支払金額の割合をいう。

以下同じ。）の状況をみると、再委託率が 50％以上となっている契約の割合は件数で

8.3％、支払金額で 12.9％となっており、このうち再委託率が 90％以上となっている

ものは件数で 1.6％、支払金額で 4.6％となっている。これを、17年度と比較する
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と、再委託率が 50％以上となっている契約の割合が、件数で 12.0ポイント、支払金

額で 31.5ポイント減少しており、再委託率が 90％以上のものは、それぞれ 1.9ポイ

ント、13.0ポイント減少している。

� 再委託が行われていた随意契約の競争契約への移行状況

19年報告において報告した 17年度の再委託対象契約のうち再委託が行われていた

ものの中には、内部部局が締結した契約で各府省等の随意契約点検の対象となったも

のが、434件ある。このうち、18年度又は 19年度（12月まで）に締結された契約との

対応関係が把握できた 208件（見直し後の件数 201件）について、19年 12月までに各

府省等が講じた見直しの措置の状況をみると、引き続き随意契約を行っているものが

28.9％ある。

上記の契約について検査したところ、企画随契に移行したものの中に、従来と同じ

公益法人が契約相手方となっているが、当該公益法人が再委託していて、契約相手方

の選定に関して検討の必要があったと認められた事例が見受けられた。また、企画競

争等を経ない随意契約から競争契約等に移行したものの中には、従来の随意契約にお

いて公益法人から再委託を受けていた業者が、競争契約等の契約相手方となったもの

があり、従来の随意契約について、公益法人を唯一の契約相手方であるとして随意契

約を行っていた理由と再委託を行っていたこととの整合性に疑義のあるものがあっ

た。

� 契約の透明性の向上に向けた体制整備の状況

ア 契約事務体制の状況

各省庁の内部部局における契約担当職員（契約担当官等を含む。）の 20年 4月 1日現在

の数（実員）は、全体では 1,304人（うち契約担当官等 164人）であり、19年報告における

18年 4月 1日現在の数より 56人の増員となっており、ほとんどの省庁では、大きな変

化はみられないが、大幅な増員が行われた省庁もある。

イ 随意契約に関する審査、監視体制等の状況

� 事前の審査体制

随意契約とした理由の妥当性に関する事前の審査体制については、20年 4月 1日

現在ですべての省庁において、契約担当部局が通常の契約締結事務の決裁を行う中で

審査を行っている。これに加えて、内部規程等に基づき設置された審査委員会等や監

査担当部局等がそれぞれ又は重ねて審査を行うとしている省庁が 33省庁ある。

� 内部監査の実施状況

各省庁の内部部局の内部監査機関が 19年度に実施した随意契約に関する内部監査

の状況をみると、ほとんどの省庁において、引き続き重点事項として監査を実施して

いる。

また、監査結果のデータベース化についてみると、11省庁においては、内部監査

の結果をイントラネット等に掲示して全職員が閲覧可能な状況であるとして、16省

庁においては、監査担当部局等一部の職員が閲覧できる状況であるとする一方、デー

タベース化には至っていない省庁もなお相当数見受けられる。

� 契約監視のための第三者機関の設置・監視状況

19年 11月の公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議において行われた「随意
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契約の適正化の一層の推進について」の申合せにより、すべての契約の監視が行える

よう、すべての府省に設置されることとなった第三者機関のうち、物品・役務等の契

約を監視対象とする第三者機関の設置状況をみると、20年 5月 1日現在では内部部

局に 35機関、地方支分部局等に 122機関設置されている。

このうち、内部部局に設置されている 35機関の状況は、次のとおりである。

a 第三者機関の体制等

委員については、ほとんどが 3人から 5人となっているが、委員の除斥規定の有

無については、各機関の設置規程等において、委員が自己又は親族等に利害のある

審査等に参加できないとする規定を設けているものが 29機関、設けていないもの

が 6機関となっている。

会議の開催回数については、設置規程等において規定する最低限の開催回数を年

間 4回開催としている機関が比較的多いが、中には年間 1回の開催としているもの

もある。

対象契約の抽出については、設置規程等で審査対象の契約を抽出する方法を定め

ているものが 26機関あるが、このうち、前記の申合せの中で重点的に監視するこ

ととされている「応札者（応募者）が 1者しかいないもの」を抽出対象として明記して

いるものは 11機関となっている。

意見の具申方法については、設置規程等において、会計課長等に対して行うと規

定しているものが多いが、具申の規定がないものが 1機関、具申の相手について特

に定めのないものが 4機関ある。

b 第三者機関の監視状況

19年度に開催された直近の会議では、審査の対象契約件数は 5件から 4,588件、

審議時間は 2時間から 6時間、審査のために選定された件数は 2件から 35件と

なっている。

19年度開催の会議では、抽出した契約について、各委員から様々な意見、質問

等が出されているが、委員会としての意見の具申、勧告の実績はない。

19年度開催の会議に係る審議の公表状況（20年 7月 1日現在）をみると、多くの

省庁はホームページ上で公表しているが、準備中として公表していない省庁や、公

表手段を閲覧窓口における閲覧等のみとしている省庁もある。

ウ 契約情報の公表状況

内部部局のホームページから地方支分部局の契約情報を掲載したページへのリンクの

設定状況をみたところ、リンクを設定しておらず利便性が十分でない省庁が見受けられ

た。また、近年、各省庁の予算がどのように使われているか国民に分かりやすく明らか

にするよう求められているが、各省庁のホームページにおける契約情報の掲載方式をみ

ると、いずれの省庁も、会計別や主な契約相手方ごとの年間合計支払金額等の情報が一

覧できない状況である。

� 随意契約先公益法人における所管府省退職者の再就職者数

ア 随契先公益法人への所管府省退職者の再就職者の状況

対象随意契約の相手方となっている所管公益法人（以下「随契先公益法人」という。）の
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数は 1,141法人であり、19年 4月 1日現在における所管府省退職者の再就職者
（注 4）

の状況を

みると、表 17のとおりである。

（注 4） 所管府省退職者の再就職者 所管府省に常勤の職員として職務に従事した者で、国家

公務員を退職して、随契先公益法人（次項�においては、随契先公益法人からの再

委託先）に再就職した者をいい、人事交流による出向等は含まない。

表 17 随契先公益法人への所管府省退職者の再就職者の状況（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、人、百万円）

所管公
益法人
数�

随契先公益法
人数�
（�/�）

�のうち所管府省退職
者の再就職者の在籍の
有無別法人数

�に お け
る所管 府
省退職 者
の再就 職
者数�

1法 人 当
たりの 平
均再就 職
者数
�/�

�の随契先公益法人へ
の随契支払額

「有」�
（�/�） 「無」 平成 18年度 19年度

（12月まで）

6,723 1,141［1,179］
（17.0％）

897［917］
（78.6％）
＜962＞
【� 65】

244［262］ 9,196

＜9,993＞
【� 797】

10.2 316,764 105,475

注� ［ ］書きは、共管公益法人の重複を含んだ延べ法人数である。

注� ＜ ＞書きは、平成 18年 4月 1日現在の法人数、再就職者数であり、【 】書きは 19年 4月 1
日現在と 18年 4月 1日現在とを比較した増�減数である。

注	 「�の随契先公益法人への随契支払額」は、再就職者が在籍している随契先公益法人への随意契
約に係る所管府省からの支払金額である。

上記の随契先公益法人（延べ 1,179法人）について、所管府省退職者の再就職者が在籍

しているもの（延べ 917法人）と在籍していないもの（延べ 262法人）とに区分して、所管

府省からの随意契約との関係についてみると、 1法人当たりの随意契約の件数及び支払

金額、随意契約のうち企画競争等を経ない随意契約の割合並びに企画随契のうち 1者応

募の割合は、表 18及び 19のとおりとなっている。

表 18 再就職者の在籍の有無別にみた随契先公益法人の随意契約の状況

（単位：法人、件、百万円）

区 分
随意契約が
締結された
年度

法人数
�

件 数 支 払 金 額

随意契約
�

1法人当た
り随意契約
件数
�／�

�の う ち、
企画競争等
を経ない随
意契約

�

企画競争等
を経ない随
意契約の割
合
�／�

随意契約
�

1法人当た
り随意契約
支払金額
�／�

�の う ち、
企画競争等
を経ない随
意契約




企画競争等
を経ない随
意契約の割
合

／�

再就職者
在籍有り

平成 18年度 864 7,801 9.0 6,254 80.2％ 316,764 366 254,314 80.3％

19年度（12月
まで） 724 4,909 6.7 833 17.0％ 105,475 145 19,748 18.7％

計 917 12,710 13.8 7,087 55.8％ 422,240 460 274,062 64.9％

再就職者
在籍無し

18年度 212 489 2.3 153 31.3％ 10,079 47 5,391 53.5％

19年度（12月
まで） 186 393 2.1 53 13.5％ 2,295 12 568 24.7％

計 262 882 3.3 206 23.4％ 12,375 47 5,959 48.2％

（注）「法人数」の「計」は、平成 18年度、19年度（12月まで）のいずれか又は両方において、随意契
約の相手方となっている所管公益法人の数であり、18年度と 19年度（12月まで）の法人数の単
純合計とは一致しない。また、件数欄及び支払金額欄は、各年度の法人数に対応する分であ

る。表 19においても同じ。
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表 19 再就職者の在籍の有無別にみた随契先公益法人の企画随契に占める 1者応募の状況
（単位：法人、件、百万円）

区 分
随意契約が
締結された
年度

法人数

件 数 支 払 金 額

企画随契
�

うち 1者
応募
�

1者応募の
割合
�／�

企画随契
�

うち 1者
応募
�

1者応募の
割合
�／�

再就職者在籍
有り

平成 18年度 864 1,479 752 50.8％ 61,866 28,034 45.3％

19年度（12月
まで） 724 1,441 896 62.2％ 30,701 15,679 51.1％

計 917 2,920 1,648 56.4％ 92,567 43,714 47.2％

再就職者在籍
無し

18年度 212 290 57 19.7％ 3,906 1,607 41.2％

19年度（12月
まで） 186 250 49 19.6％ 490 181 36.9％

計 262 540 106 19.6％ 4,396 1,789 40.7％

これらによると、所管府省退職者の再就職者が在籍している随契先公益法人について

は、在籍していない随契先公益法人に比べて、 1法人当たりの随意契約件数や支払金額

が多く、また、随意契約のうち企画競争等を経ない随意契約の割合や企画随契のうち 1

者応募の割合も高い状況となっている。

イ 主な随契先民間企業等への発注元府省等退職者の再就職者の状況

今回の報告では、府省等ごとに、18年度における随意契約に係る支払金額の合計額

が多い法人（合計額が 1000万円以下の法人等を除く。）上位 30法人（防衛省については、

民間企業との随意契約に係る支払金額が多額で、その割合も高いため上位 50法人）を調

査対象に加えた。これら所管公益法人以外の主な民間企業等の随意契約先（以下「主な随

契先民間企業等」という。）391法人について、19年 4月 1日現在における発注元府省等

退職者の再就職者
（注 5）

の状況をみると、表 20のとおりとなっている。

（注 5） 発注元府省等退職者の再就職者 随意契約を発注した府省等に常勤の職員として職務

に従事した者で、国家公務員を退職して、随契先民間企業等に再就職した者をい

い、人事交流による出向等は含まない。

表 20 主な随契先民間企業等への発注元府省等退職者の再就職者の状況（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、人、百万円）

調査した
主な随契
先民間企
業等の数
�

�のうち、発注元府省等
退職者の再就職者の在籍
の有無別法人数

�における発注元府
省等退職者の再就職
者数� 1法人当たりの

平均再就職者数
�／�

�の主な随契先民間企業等
への随契支払額

「有」�
（�／�）「無」

「調査困
難等」 うち役員数 平成 18年度 19年度（12月

まで）

391 112
（28.6％） 214 65 1,119 151 9.9 649,389 228,843

注� 「調査困難等」は、発注元府省等から、調査を実施したが主な随契先民間企業等の協力を得ら
れなかったなどとする回答があった法人数である。

注� 「�の主な随契先民間企業等への随契支払額」は、再就職者が在籍している主な随契先民間企
業等への随意契約に係る発注元府省等からの支払金額である。

� 再委託先への所管府省及び当該公益法人それぞれの退職者の再就職者数

随契先公益法人を相手方とする対象随意契約で予定価格が 300万円を超えるもののう

ち、18年度又は 19年度（12月まで）のいずれかの年度の再委託支払金額が年間合計 1000

第
4
章

第
2
節

国
会
か
ら
の
検
査
要
請
事
項
に
関
す
る
報
告

第
1

― 990 ―



万円を超えている再委託先の数は、430法人（再委託元の随契先公益法人は 115法人）であ

る。

ア 再委託先への所管府省退職者の再就職者数

上記の再委託先 430法人について、調査の協力を得て提出された調査票等から把握で

きた範囲での 19年 4月 1日現在における所管府省退職者の再就職者の状況をみると、

表 21のとおりである。

表 21 再委託先への所管府省退職者の再就職者の状況（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、人）

区 分 再委託先の数

左のうち所管府省退職者の再就職者の在籍
の有無別数

�における所
管府省退職者
の再就職者数

�

1法人当たり
の平均再就職
者数
�/�「有」� 「無」 「調査困難等」

平 成 19年 4
月 1日現在

�
430 27 53 350 87 3.2

（
参
考
）

18年 4月
1日現在
�

528 27 29 472 96 3.5

�－� � 98 0 24 � 122 � 9 � 0.3

（注）「調査困難等」は、所管府省から、資料がないなどのため再委託先への所管府省退職者の再就

職の調査が困難、不能との回答があった再委託先の数である。

イ 再委託先への随契先公益法人退職者の再就職者数

前記の再委託先 430法人について、調査の協力を得て提出された調査票等から把握で

きた範囲での 19年 4月 1日現在における随契先公益法人退職者の再就職者
（注 6）

の状況をみ

ると、表 22のとおりである。

（注 6） 随契先公益法人退職者の再就職者 随契先公益法人に常勤の役員又は職員として職務

に従事した者で、当該公益法人を退職して、再委託先に再就職した者をいい、人事

交流による出向等は含まない。

表 22 再委託先への随契先公益法人退職者の再就職者の状況（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、人）

区 分 再委託先の
数

左のうち随契先公益法人退職者の再
就職者の在籍の有無別数

�における
随契先公益
法人退職者
の再就職者
数�

1法人当た
りの平均再
就職者数
�/�

�のうち所
管府省退職
者数「有」� 「無」 「調査困難

等」

平成19年 4月
1日現在

�
430 39 376 15 85 2.1 58

（
参
考
）

18年 4月
1日現在
�

528 30 405 93 84 2.8 41

�－� � 98 9 � 29 � 78 1 � 0.7 17

（注）「調査困難等」は、随契先公益法人から、調査を実施したが再委託先の協力を得られなかった

などとする回答があった再委託先の数である。

� �、�についてそれぞれの公益法人及び再委託先の従業員に占める再就職者の比率、役

員に占める比率
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ア 随契先公益法人の従業員及び役員に占める再就職者の比率

所管府省退職者の再就職者が従業員又は役員として在籍している 897法人について、

従業員数又は役員数に占める所管府省退職者の再就職者数の比率を示すと、表 23のと

おりである。

表 23 随契先公益法人への所管府省退職者の再就職者数の比率（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、％）

所管府省退職者
の再就職者が在
籍している随契
先公益法人数

従業員・
役員の別

所管府省退職者の占める比率別随契先公益法人数

該当者
無し 10％未満 10％以上

20％未満
20％以上
30％未満

30％以上
40％未満

40％以上
50％未満

50％以上
60％未満

60％以上
70％未満

70％以上
80％未満

80％以上
90％未満 90％以上

897

従業員 342
（37.3）

224
（24.4）

133
（14.5）

84
（9.2）

50
（5.5）

22
（2.4）

24
（2.6）

13
（1.4）

9
（1.0）

6
（0.7）

10
（1.1）

役 員 58
（6.3）

325
（35.4）

206
（22.5）

150
（16.4）

98
（10.7）

37
（4.0）

20
（2.2）

8
（0.9）

4
（0.4）

6
（0.7）

5
（0.5）

（注）「所管府省退職者の占める比率別随契先公益法人数」の公益法人数は、共管公益法人の重複を

含んだ数であり、（ ）書きは、この重複を含めた延べ 917法人に対する割合である。

イ 再委託先の従業員及び役員に占める再就職者の比率

前項�において、所管府省退職者の再就職者が従業員又は役員で在籍有りとの回答が

あった再委託先 27法人について、調査票等で把握できた範囲で、従業員数又は役員数

に占める所管府省退職者の再就職者数の比率を示すと、表 24のとおりである。

表 24 再委託先への所管府省退職者の再就職者数の比率（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、％）

所管府省退職者
の再就職者が在
籍している再委
託先の数

従業員・
役員の別

所管府省退職者の占める比率別再委託先数

該当者
無し 10％未満 10％以上

20％未満
20％以上
30％未満

30％以上
40％未満

40％以上
50％未満

50％以上
60％未満

60％以上
70％未満

70％以上
80％未満

80％以上
90％未満 90％以上

27

従業員 13
（46.4）

14
（50.0） ― 1

（3.6） ― ― ― ― ― ― ―

役 員 9
（32.1）

8
（28.6）

2
（7.1）

4
（14.3）

4
（14.3） ― ― 1

（3.6） ― ― ―

（注）「所管府省退職者の占める比率別再委託先数」の再委託先数は、再委託先の重複を含んだ数で

あり、（ ）書きは、この重複を含めた延べ 28法人に対する割合である。

また、随契先公益法人退職者の再就職者が在籍有りとの回答があった再委託先 39法

人について、調査票等で把握できた範囲で、従業員数又は役員数に占める随契先公益法

人退職者の再就職者数の比率を示すと、表 25のとおりである。

表 25 再委託先への随契先公益法人退職者の再就職者数の比率（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、％）

随契先公益法人
退職者の再就職
者が在籍してい
る再委託先の数

従業員・
役員の別

随契先公益法人退職者の占める比率別再委託先数

該当者
無し 10％未満 10％以上

20％未満
20％以上
30％未満

30％以上
40％未満

40％以上
50％未満

50％以上
60％未満

60％以上
70％未満

70％以上
80％未満

80％以上
90％未満 90％以上

39

従業員 15
（36.6）

22
（53.7）

3
（7.3）

1
（2.4） ― ― ― ― ― ― ―

役 員 22
（53.7）

1
（2.4）

6
（14.6）

4
（9.8） ― ― 2

（4.9）
2

（4.9）
1

（2.4） ― 3
（7.3）

（注）「随契先公益法人退職者の占める比率別再委託先数」の再委託先数は、再委託先の重複を含ん

だ数であり、（ ）書きは、この重複を含めた延べ 41法人に対する割合である。
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3 検査の結果に対する所見

� 検査の結果の概要

各府省等が締結している随意契約等について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観

点から、随意契約の見直し状況の検証を中心に、契約事務が適切に行われて、公正性、競

争性及び透明性が確保されているかなどに着眼して検査を行った。

ア 契約方式の状況とその変化について

� 19年度（12月まで）の対象契約全体でみると、随意契約の割合（件数 49.6％、支払金

額 58.1％）は、前年度同期より、件数で 7.0ポイント、支払金額で 4.2ポイント減少し

ている。しかし、支払金額割合では競争契約を依然上回っており、また、平均落札率

も競争契約の 85.7％に対して随意契約が 98.1％と 10ポイント以上高くなっていて、

競争性及び経済性の面でまだ十分ではない状況となっている。

一方、競争契約の割合は、前年度同期に比べて増加しているものの、 1者応札契約

の件数割合は 26.1％と 9.3ポイント増加している。そして、 1者応札の平均落札率

（93.1％）は、 2者以上応札よりも 7ポイントから 10ポイント程度上回っており、落

札率からみた場合、 1者応札の場合には実質的な競争性を確保しにくい状況となって

いる。

� 随意契約のうち、企画競争等を経ない随意契約は、対象契約全体に占める件数割合

が 19年度（12月まで）でみると 26.2％であり、前年度同期に比べて 19.0ポイント減

少している一方で、企画随契の件数割合は増加している。しかし、企画随契の応募者

数をみると、 1者応募のものが件数で 26.7％あり、前年度同期に比べて 10.1ポイン

ト増加していて、企画競争において複数の業者の中から優れた企画を提案した者を選

定する手続の実効性を確保しにくい状況となっている。

� 随意契約の法令上の適用理由は、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」が大

部分を占めている。そして、その具体的な理由を 19年度（12月まで）でみると、「専

門的又は高度な知識、知見、技術を有する」や「契約実績、経験を有する」など、ほか

に履行可能な者がいないことが必ずしも明確にされていないものの件数割合（13.0％）

が、17年度より 24.5ポイント減少している。このことから、各府省等が随意契約の

見直しにおいて、これらの契約を重点的に競争契約や企画随契へ移行させたと考えら

れる。

� 19年報告において報告した随意契約の理由の妥当性に関して検討の余地があった

もの（個別の事態）601件について、19年度末における見直し状況をみると、ほとんど

が競争契約等に移行しているものの、中には、移行手続に相当の時間を必要とするこ

となどを理由に措置未済となっているものが 95件残っている。また、競争契約に移

行したものについても、50％強が 1者応札となっていて、その平均落札率は移行前

とほぼ同水準で、契約相手方もそのほとんどは随意契約当時の相手方と同一の者と

なっている。

さらに、個別の事態とは別に、各府省等が点検を行った随意契約について、その見

直し前後の契約の状況を比較すると、競争契約等に移行したもののうち半数以上が 1

者応札（応募）となっているなど、個別の事態の見直し状況の場合と同様、実質的な競

争性を確保しにくい状況となっている。
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� 上記の見直し後、競争契約、企画随契や公募実施に移行して、かつ、 1者応札（応

募）となっているものなどを抽出して検査したところ、競争契約や企画随契におい

て、入札や応募の資格要件に制限的な条件を付するなど競争性の確保に関して検討の

必要があったもの、企画競争の実施方法において透明性が十分でないものなどが見受

けられる。

イ 公益法人を契約相手方とする随意契約の状況とその変化について

� 公益法人を契約相手方とする契約について、19年度（12月まで）の対象契約全体で

みると、随意契約の割合（件数 72.7％、支払金額 85.4％）は、前年度同期より件数で

13.4ポイント、支払金額で 11.1ポイント減少しており、特に、このうち企画競争等

を経ない随意契約の割合は大幅に減少している。しかし、随意契約の割合は、依然と

して、契約全体でみた場合（件数 49.6％、支払金額 58.1％）よりも高い。また、競争契

約における 1者応札の件数割合は 62.9％に上っており、契約全体でみた場合（26.1％）

より大幅に高く、前年度同期と比べても 16.0ポイント増加している。さらに、企画

随契における 1者応募の件数割合も 45.7％と契約全体でみた場合（26.7％）より高く、

前年度同期と比べても 10.8ポイント増加している。

このように、公益法人を契約相手方とする契約については、競争契約や企画随契等

の割合が増加しているものの、契約全体と比較して実質的な競争性が十分確保されて

いない状況となっている。

� 公益法人を契約相手方とする随意契約における再委託について、19年度（12月ま

で）でみると、契約条項において再委託に関する規定を設けていないものが依然とし

て 9.4％ある。また、国の支払金額と再委託に係る支払金額との対応関係が把握でき

る 18年度でみると、再委託が行われている契約のうち再委託率が 50％以上となって

いるものが 10％前後となっている。

さらに、19年報告において報告した 17年度分の再委託対象契約について、その後

の状況をみると、企画随契に移行したものの中に、引き続き重要な業務を再委託して

いたものが見受けられる。

ウ 契約の透明性の向上に向けた取組の状況について

� 内部監査の実施状況については、ほとんどの省庁で随意契約に関する監査を重点事

項としているが、監査結果の情報の蓄積と共有化を図るために重要と考えられるデー

タベース化を行っていない省庁が相当数見受けられる。

� 各府省等の契約の監視を行う第三者機関については、すべての省庁の内部部局に設

置されているが、審査対象とする契約を抽出する方法や審査結果の意見の具申先を定

めていなかったり、審議の概要をホームページ上に公表していなかったりなど、審議

の効率性や透明性の面で十分でない省庁が見受けられる。

� 契約情報の公表状況については、各省庁とも公表すべきと定められている項目は公

表しているが、内部部局のホームページに地方支分部局の契約情報を掲載したページ

へのリンクを設定していないなどアクセスの利便性に欠ける省庁があるほか、いずれ

の省庁も、会計別や主な契約相手方ごとの年間合計支払金額等の情報が一覧できるよ

うな方式にはなっていない状況である。
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エ 所管府省退職者の再就職について

随意契約先公益法人への所管府省退職者の再就職者は、19年 4月 1日現在で 897法

人に 9,196人が在籍しており、19年報告に比べて 65法人、797人減少している。しか

し、所管府省退職者の再就職者が在籍している公益法人は、在籍していない公益法人に

比べて、 1法人当たりの随意契約件数や支払金額が多く、また、随意契約のうち企画競

争等を経ない随意契約の占める割合や企画随契のうち 1者応募の占める割合が高い状況

となっている。

� 所見

国の契約は、その支払財源に国民からの貴重な税金等が充てられているが、現下の財政

事情が厳しい状況にあることにかんがみると、契約の締結に当たって、経済的及び効率的

に行っていくことはますます重要となっている。

このような中で、各府省等は、「随意契約見直し計画」等に基づき、公共調達の適正化へ

の取組を行っており、その結果、競争契約の割合も増加するなどしているが、前記�で記

述したとおり、実質的な競争性の確保等の面からは幾つかの課題が見受けられる。

したがって、各府省等においては、随意契約の適正化を一層推進するため、「随意契約

見直し計画」の厳正な実施を徹底するとともに、契約の締結に当たっては、更に次の点に

留意することにより、契約の公正性、競争性及び透明性の更なる向上に努める必要があ

る。

ア 契約方式について

� 引き続き随意契約が行われているもののうち、真に随意契約によらざるを得ないと

認められるもの以外は、発注する業務の内容を仕様書等において具体的に定めるなど

して早急に総合評価方式を含む競争契約への移行を図る。また、仕様書等の内容を具

体的に提示することが困難な場合に限って企画随契への移行を検討することとして、

競争契約が可能なものを安易に企画随契としないよう留意する。そして、いずれの契

約方式においても、契約金額の上限となる予定価格の一層適正な作成に努める。

� 競争契約や企画随契を行うに当たっては、入札や応募の内容についてより多くの者

に周知できるような方法で公告等を行うとともに、契約の適正な履行の確保に配慮し

つつ、より多くの者の参加が可能となるよう、入札や応募の資格要件は制限的なもの

とならない必要最小限にとどめるほか、仕様書や実施要領等の内容を明確にするなど

して、実質的な競争性の確保に努める。

� 企画競争を実施する場合には事業実施部局の担当職員以外の者も審査に参加させた

り、公募を実施する場合には契約予定相手方名の表示は行わないようにしたりなどし

て、それぞれ公正性及び透明性の一層の向上を図る。

イ 公益法人を契約相手方とする随意契約について

� やむを得ず公益法人を契約の相手方とした随意契約を行わざるを得ない場合におい

ても、ほかに履行可能な者がいないかの把握等を更に厳格に行うとともに、企画競争

等を経ない随意契約から競争契約や企画随契に移行する場合には、上記のア�と同

様、実質的な競争性の確保に努める。

� 再委託については、禁止する又は承認を必要とする旨の契約条項を必ず設けるとと
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もに、特に、再委託率が高率となるものについては、再委託の妥当性や随意契約とし

た理由との整合性に留意する。

ウ 契約の透明性の向上に向けた取組について

� 内部監査の結果による指示・指摘事項等については、データベース化を行うなどし

て、省庁内での情報の蓄積と共有化を図る。

� 第三者機関の運営については、各機関がその機能を十分発揮するために、実質的な

審議が効率的に進められるよう工夫を行うほか、審議内容の公表について透明性の向

上を図る。

� 各府省等の全体の契約情報へのアクセスが容易となるよう、ホームページにおける

更なる利便性の向上を図るとともに、国民の要望に配慮した情報の提供について更に

検討する。

エ 契約の発注元府省等退職者の再就職について

契約の発注元府省等退職者の再就職者が在籍している法人を随意契約の相手方とする

場合には、特に透明性の確保に留意して、随意契約とした理由や企画競争における応募

要件の妥当性等について十分説明責任を果たせるようにする。

本院としては、契約の公正性、競争性及び透明性の重要性にかんがみ、今後とも、各府省等

の契約について、多角的な観点から引き続き検査していくこととする。
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第 2 独立行政法人日本スポーツ振興センターにおけるスポーツ振興くじの実施状況について

要請を受諾した
年月日

平成 19年 6月 12日

検 査 の 対 象 独立行政法人日本スポーツ振興センター、文部科学省

検 査 の 内 容 独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施しているスポーツ振興

くじについての検査要請事項

報告を行った年
月日

平成 20年 9月 10日

1 検査の背景及び実施状況

� 検査の要請の内容

会計検査院は、平成 19年 6月 11日、参議院から、国会法第 105条の規定に基づき下記

事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し

同月 12日検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してそ

の検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

� 検査の対象

独立行政法人日本スポーツ振興センター、文部科学省

� 検査の内容

独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施しているスポーツ振興くじについ

ての次の各事項

� スポーツ振興くじに係る制度や運営の見直し状況

� スポーツ振興くじの売上げ、債務、繰越欠損の推移

� 販売システムの運用経費及び開発規模

� 繰越欠損の解消に向けての取組の状況

� 平成 16年度決算に関する決議における内閣に対する警告の内容

参議院は、18年 6月 7日に決算委員会において、平成 16年度決算に関して内閣に対し

警告すべきものと議決し、同月 9日に本会議において内閣に対し警告することに決してい

る。

前記の検査を要請する旨の決議は、この警告決議の翌年に行われたものであり、この警

告決議のうち、前記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。

9 独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営するスポーツ振興くじ（いわゆる

「toto」）については、売上実績が当初の目標を下回り、その目的であるくじ収益からス

ポーツ振興事業への助成も少額にとどまっている上に、くじの販売業務等の委託経費に

より生じた累積欠損金が多額に上り、また、運営状況及び財政状況が財務諸表に適切に

反映されていなかったことは、看過できない。

政府は、独立行政法人日本スポーツ振興センターに対して、累積欠損金の解消に向け
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た現実的で国民の理解を得られる対応を求め、その負担が国民に及ぶことがないよう尽

力するとともに、「toto」の制度そのものの在り方を再検討すべきである。

� スポーツ振興投票の概要

ア 制度発足の経緯

スポーツ振興投票は、新たなスポーツ振興政策を実施するための財源確保の手段とし

て導入された制度であり、制度発足の経緯は次のとおりとなっていた。

すなわち、第 140回国会中の 9年 4月に、「スポーツ振興投票の実施に関する法律案」

がスポーツ議員連盟に所属する国会議員により提出されて、同年 5月に衆議院で可決さ

れたものの、参議院において継続審議となった。その後、第 142回国会中の 10年 3月

に参議院において修正可決され、衆議院に回付されて同年 5月に可決され、「スポーツ

振興投票の実施等に関する法律」（平成 10年法律第 63号。以下「投票法」という。）として公

布された。

また、上記法律案の議決に際しては、参議院文教・科学委員会において 7項目、衆議

院文教委員会において 8項目の附帯決議がそれぞれ附されており、両附帯決議におい

て、スポーツ振興投票券（以下「スポーツ振興くじ」という。）の発売に当たっては、青少

年に悪影響を及ぼさないよう販売方法等について十分留意することなどが求められてい

る。

イ 制度の概要

独立行政法人日本スポーツ振興センター（15年 9月 30日以前は日本体育・学校健康

センター。以下「センター」という。）は、従来、その設置するスポーツ施設の運営等の業

務、小中高等学校等の管理下における児童生徒等の災害共済給付等の業務を行うことと

されてきたが、投票法の成立に伴い、上記の各業務に加えて、スポーツ振興投票等の業

務を行うこととされた。

スポーツ振興投票等の業務については、投票法、日本体育・学校健康センター法（昭

和 60年法律第 92号。平成 15年 10月 1日廃止。以下「旧センター法」という。）、独立行政法

人日本スポーツ振興センター法（平成 14年法律第 162号。以下「センター法」という。）等に

おいて、次のような事項等が規定されている。

� スポーツ振興投票

スポーツ振興投票とは、サッカーの複数の試合の結果についてあらかじめ発売され

たスポーツ振興くじによって投票をさせて、当該投票とこれらの試合の結果との合致

の割合が文部科学省（13年 1月 5日以前は文部省）令で定める割合（以下「合致の割合」

という。）に該当したスポーツ振興くじを所有する者に対して、合致の割合ごとに一定

の金額を払戻金として交付することをいう（投票法第 2条）。

� 売りさばき業務等の委託

センターは、スポーツ振興投票に係る業務のうちスポーツ振興くじの売りさばきな

どの業務を銀行その他の政令で定める金融機関（以下「銀行等」という。）に委託するこ

とができる（投票法第 18条）。

� スポーツ振興投票の収益

売上金額（発売金額から返還金（開催試合数が規定の数に達しなかった場合等に発売
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されなかったとされたスポーツ振興くじの券面金額をスポーツ振興くじの購入者に返

還する金額）を控除した金額。以下同じ。）の 50％（17年 3月までは 53％）及び払戻金

等の債権のうち 1年間請求がなく時効となった額（以下「時効金」という。）等の合計金

額から運営費の金額を控除した金額が、スポーツ振興投票の収益となる（旧センター法

第 30条の 2、センター法第 22条第 1項、投票法第 13条）。

� スポーツ振興投票に係る収益の使途

センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、地方公共団体又はスポーツ団

体が行う地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置

する施設の整備等に要する資金の支給等（以下「くじ助成」という。）に充てることがで

きる（投票法第 21条）。

また、センターは、収益の 3分の 1に相当する金額を、翌事業年度の 5月 31日ま

でに国庫納付しなければならない（旧センター法第 30条の 2、センター法第 22条第 1

項）。そして、残りの 3分の 2に相当する金額をくじ助成の財源に充てるために、ス

ポーツ振興投票事業準備金（日本体育・学校健康センターではスポーツ振興事業準備

金。以下「助成準備金」という。）として整理しなければならない（センター法第 22条第 2

項、日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令（昭和 61年文部省令第 3

号。平成 15年 10月 1日廃止。）第 14条の 2。図 1参照。）。

したがって、収益については、すべて国庫納付金及び助成準備金（以下「助成等」と

いう。）に充てられることになる。

図 1 スポーツ振興投票に係る収益とその使途

� 区分経理

センターは、スポーツ施設の運営等の業務に係る経理については「一般勘定」、児童

生徒等の災害共済給付等の業務に係る経理については「災害共済給付勘定」、スポーツ

振興投票等の業務に係る経理については「投票勘定」等に区分して整理しなければなら

ない（旧センター法第 32条、センター法第 23条）。

ウ センターと文部科学大臣との関係

文部科学大臣（13年 1月 5日以前は文部大臣）は、スポーツ振興投票の実施の停止を

命じたり（投票法第 31条）、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をしたり（旧セン

ター法第 39条、センター法第 20条）、事業計画等の認可を行ったり（旧センター法第 29条、

センター法第 21条）するなどの権限を有している。

また、センターは、毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書

を作成して、文部科学大臣に提出しなければならず、文部科学大臣は、この報告書を受

理したときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならないとされている（投
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票法第 30条）。

エ 業務委託の概要

センターは、11年 9月 6日に株式会社りそな銀行（15年 2月 28日以前は合併前の株

式会社大和銀行。以下「りそな銀行」という。）との間で、スポーツ振興くじの売りさばき

などの業務の包括的な委託に係る基本契約を締結した（当初の契約期間は 18年 3月 31

日までであったが、契約を変更して、スポーツ振興くじの売りさばき業務については

17年 12月 2日まで、払戻業務については 18年 2月 28日までとした。以下、スポーツ

振興くじの発売を開始した 12年 10月 28日からりそな銀行との売りさばき業務に係る

委託契約が終了する 17年 12月 2日までを「第�期」という。）。

17年 12月 3日以降は、業務を銀行等に委託することをやめ（18年 2月 28日までの払

戻業務を除く。）、センターが直接行うこととして、経営管理業務及び情報処理システム

開発運用管理業務について、日本ユニシス株式会社（以下「日本ユニシス」という。）に委

託している（以下、日本ユニシスとの契約期間の 17年 2月 8日から 25年 3月 31日まで

のうち、日本ユニシスのシステムによって発売を開始した 17年 12月 3日以降を「第�

期」という。）。

オ スポーツ振興くじの売上金額等の実績

センターがスポーツ振興くじの発売を開始した 12事業年度から 19事業年度までのス

ポーツ振興くじの売上金額、収益、助成準備金繰入額、国庫納付金及び繰越欠損金の実

績は、表 1のとおりとなっている。

表 1 スポーツ振興くじの売上金額、収益、助成準備金繰入額、国庫納付金及び繰越欠損金の実績

（単位：百万円）

事業年度
項目

平成
12 13 14 15 16 17 18 19

売上金額 3,063 64,266 36,058 19,877 15,694 14,905 13,470 63,711

収 益 ― 10,651 2,423 331 147 134 145 2,183

助成準備金繰入額 ― 7,100 1,615 220 98 89 96 1,455

国庫納付金 ― 3,550 807 110 49 44 48 727

繰越欠損金 433 278 2,474 9,436 15,504 29,270 26,417 9,551

センターは、13年 3月にスポーツ振興くじの全国発売を開始したが、その売上金額

は、13事業年度の 642億円を最高に 14事業年度以降 18事業年度まで減少し続けてい

た。そのため、様々な見直しが行われた結果、18年 9月に発売が開始された「BIG」

（1003ページ参照）の売上げが貢献して、19事業年度のスポーツ振興くじの売上金額は

637億円まで増加している。

カ くじ助成額の推移

センターは、くじ助成を 14事業年度から実施しており、19事業年度までの助成は 92

億円にとどまっている。年度別のくじ助成額の推移は図 2のとおりである。
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図 2 くじ助成額の推移

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、経済性、効率性、有効性等の観点から、要請のあった各事項について検査する

こととして、販売システムの開発規模は適正なものとなっていたか、運用経費は妥当な金

額となっていたか、スポーツ振興投票の目的を達成するために執った制度及び運営の見直

し状況はどのようになっているかなどに着眼して検査を実施した。

本院は、本件事案の検査において、在庁してセンターの財務諸表等関係書類の分析等の

検査を行ったほか、79人日を要して、センター及び文部科学省並びにセンターの業務の

委託先であるりそな銀行及び日本ユニシスに対する会計実地検査を行った。りそな銀行及

び日本ユニシスに対する検査は、会計検査院法第 23条第 1項第 7号の規定により検査す

ることに決定して、実施したものである。

検査に当たっては、契約書等関係書類の提出を求めて、内容を精査するとともに、担当

者から説明を聴取した。

2 検査の結果

� スポーツ振興くじに係る制度や運営の見直し状況

ア 制度の見直し状況

� 発足時のスポーツ振興投票制度の詳細

a スポーツ振興投票の仕組み

スポーツ振興くじの券面金額は 100円とされて、スポーツ振興くじ 2枚分以上を

1枚で代表するスポーツ振興くじを発売することができることとなっていた。

また、スポーツ振興投票の組合せの総数については、射幸心をあおらないように

するなどの配慮から、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則（平成 10年

文部省令第 39号。以下「投票法施行規則」という。）において、実施するスポーツ振興

投票ごとに、スポーツ振興投票の組合せの総数が 100万を下回ることのないように

すると定められていた。

b スポーツ振興くじの販売方法

スポーツ振興くじの販売方法については、ガソリンスタンド、たばこ小売店等の

販売店において、購入しようとする者が専用のマークシートに予想を記入した上、

販売員に直接手渡すなどの方式が採られていた。これは、19歳未満の者が購入で
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きないように配慮して、対面販売を義務付けたものである。

c 払戻金の支払方法

払戻金の支払については、照合端末機を設置した全国約 2,200店の信用金庫及び

一部の販売店約 110店に限定して行うこととしていた。

d 配分の仕組み及び最高払戻金額

払戻金については、投票法施行規則の定めるところにより、売上金額の 50％（17

年 3月 31日までは暫定措置として 47％）を合致の割合ごとに配分している（以下、

合致の割合ごとに配分された金額を「配分金」という。）。配分割合は、全試合的中し

た場合（ 1等）が 50％、 1試合外れた場合（ 2等）が 20％、 2試合外れた場合（ 3等）

が 30％となっており、最高払戻金額は 1億円とされていた。

また、当せん者が出なかった場合や、当せん者が出ても配分金が余った場合に、

次回に繰り越される（以下、この繰り越された金額を「キャリーオーバー」という。）

こととされていた。

e 実施回数の上限

スポーツ振興投票の年間の実施回数の上限は、投票法施行規則の定めるところに

より 50回となっていた。

� 見直しの状況

スポーツ振興投票は 12年 10月から 2回の地域限定の試験販売を実施した後、13

年 3月から全国での発売を開始した。そして、13事業年度には 642億円を売り上げ

たものの、想定していた発売総額の 2000億円（1008ページ参照）に遠く及ばず、14事

業年度以降は売上金額が減少し続けた。

センターは、当初、りそな銀行との契約終了を予定していた 18年 3月以降も、後

述する第�期（1004ページ参照）と同様の公開提案競技において委託金融機関を公募

することを予定していた。そのため、スポーツ議員連盟は、センターの委託金融機関

の公募に向けて、スポーツ振興投票の基本的な事項について、改善方策を明らかにし

て、公募に参加する銀行等が、スポーツ振興くじをより魅力あるものとするための

様々な提案を行うことを可能にする必要があると考え、16年 8月に文部科学大臣に

対して、次のようなスポーツ振興投票の改善方策を提言した。

� くじの種類の多様化

当たりやすいくじの発売、ランダム方式のくじの導入等

� 販売方法・販売場所の多様化・拡大等

販売方法の多様化、販売場所の多様化・拡大、販売期間の延長、実施回数の上限

の在り方の検討、マークシートの改良等

� 販売促進のための工夫

広報活動の見直し、ポイント制の導入、スポーツ団体等との連携等

そして、上記の提言等を受けて、文部科学省は次のように制度を見直した。

a スポーツ振興投票の組合せの総数の見直し

17年 4月に投票法施行規則を改正して、スポーツ振興投票の組合せの総数が 100

万を下回らないという制限を廃止して、また、最高払戻金額等の見直しを図った。

これにより、センターは、多様なくじを発売することができるようになった。
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見直しの主な内容は次のとおりであり、20年 4月現在のスポーツ振興投票の種

類（「totoGOAL」は除く。）は、表 2のとおりである。

� スポーツ振興投票の組合せの総数が 243通りの「mini toto」等を発売して、当た

りにくいという否定的なイメージを払しょくすることとした。

� すべての予想をコンピューターに任せるオールランダムくじ「BIG」等を発売し

て、Ｊリーグの知識の少ない顧客層を取り込むこととした。

表 2 スポーツ振興投票の種類

（予想系）

種類
項目 toto mini toto totoGOAL 3 totoGOAL 2 totoGOAL（注）

予想の方法 指定された各試合の 90分間
での結果について 3択で予想

指定された各試合（各チーム）の 90分間での得点数に
ついて 4択で予想

対象試合数 13試合 5試合 3試合（ 6チーム）2試合（ 4チーム）5試合（10チーム）

1口単価 100円

最高払戻金額 1億円（キャリーオーバー発生時は 2億円）

当せんの種類 1等～ 3等 1等 1等、 2等 1等 1等、 2等

組合せの総数 1,594,323通り 243通り 4,096通り 256通り 1,048,576通り

最低成立試合数 9試合 3試合 2試合 2試合 3試合

発売開始時期 平成 12年 10月 18年 2月 17年 5月 17年 12月 15年 3月

（注）「totoGOAL」は平成 17年 5月まで販売された。

（非予想系）

種類
項目 BIG BIG1000 mini BIG

選択の方法 指定された各試合の 90分間での結果を 3択で
コンピューターがランダムに選択

対象試合数 14試合 11試合 9試合

1口単価 300円 200円

最高払戻金額

3億円（キ ャ
リーオーバー
発生時は 6億
円）

2億円（キャリーオーバー発生
時は 4億円）

当せんの種類 1等～ 4等 1等～ 3等

組合せの総数 4,782,969通り 177,147通り 19,683通り

最低成立試合数 10試合 8試合 6試合

発売開始時期 18年 9月 20年 2月 19年 2月

b 販売方法の見直し

スポーツ振興くじを購入しようとする者の利便性を考慮して、前記の販売店等に

加えて、インターネットにおいても購入することができるようにするとともに、コ

ンビニエンスストアにおける販売の拡充を行うなどの見直しが行われた。

c 払戻し方法の見直し

前記のとおり、第�期においては信用金庫及び一部の販売店の合計約 2,310店で

払戻しを行っていたが、購入者の利便性を考慮して、第�期の開始に合わせて、払
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戻しを行うことができる販売店を拡充して、18年 4月時点で、信用金庫と合わせ

て約 2,900店で払戻しが可能となった。

d 最高払戻金額等の見直し

16年 2月にスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令（平成 10年政令第 363

号）を改正して、キャリーオーバーが発生している開催回については、最高払戻金

額は 2億円とした。

さらに、17年 4月に投票法施行規則を改正して発売した「BIG」（ 1枚 300円）の

キャリーオーバーが発生している開催回の最高払戻金額は 6億円となった。

e 実施回数の上限の見直し

18年 9月に投票法施行規則を改正して、スポーツ振興投票の年間実施回数の上

限を改正前の 50回から 100回とした。

イ 運営の見直し状況

� 第�期
a 委託先の選定

投票法においては、スポーツ振興くじの売りさばきなどの業務を銀行等に委託す

ることができるとされている。センターは、この規定に基づきスポーツ振興くじの

売りさばきなどの業務を銀行等に全面委託することとして、委託先の選定に当たっ

ては、受託を希望する銀行等が提出する提案書等により委託先を選定する公開提案

競技方式によることとした。

そのため、センターは、まず、外部の専門家 9人からなるスポーツ振興投票委託

金融機関選定基準委員会を設置して、同委員会は、11年 2月にスポーツ振興投票

委託金融機関選定基準案を作成した。

そして、センターは、11年 4月、銀行等に対して説明会を実施するとともに、

外部の専門家 10人からなるスポーツ振興投票委託金融機関選定委員会（以下「選定

委員会」という。）を設置した。選定委員会は、応募があった 2金融機関から提出さ

れた提案書等を踏まえて審議を行った結果、りそな銀行の提案の方に評価すべき点

が多かったことから、りそな銀行を委託先として選定した。

センターは、選定委員会の選定結果に基づき、11年 8月にりそな銀行を委託金

融機関として決定した。

b りそな銀行の体制

りそな銀行は、センターから受託した業務のうち自ら実施する管理監督等を除く

業務を日本スポーツ振興くじ株式会社（Japan Sports Advancement Lottery, Ltd. 。

以下「JSAL」という。）に再委託していた。

JSALは、りそな銀行のほか中核 7社（株式会社博報堂、株式会社日本交通公社

（以下「JTB」という。）、株式会社東芝、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下「IBM」

という。）、ぴあ株式会社、大日本印刷株式会社、株式会社ベルシステム 24）等の出

資により 11年 12月に設立された会社で、りそな銀行から受託した業務のうち中核

7社各社が専門とする業務を、各社に再々委託していた。

� 第�期
センターは、第�期の業務運営に当たり、当初、銀行等に委託する方針を採り、委
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託先を選定するに当たって、第�期と同様に公開提案競技方式によることとした。し
かし、センターが新たに設置した第�期の選定委員会は、審議の結果、応募のあった
2金融機関を共に選定しないこととした上で、参考意見として、民間企業の協力を得

てセンターが直接運営することも検討すべきであると提言した。

センターは、上記の提言等を踏まえ、委託金融機関として 2金融機関を共に選定し

ないことと決定して、民間企業のノウハウを得て直接運営することに方針を改めた。

そして、この方針に基づき、17年 1月にスポーツ振興投票の実施に関する経営管理

業務及び情報処理システム開発運用管理業務について委託先を公募することとした。

その結果 3社から応募があり、センターは、外部の専門家 3名の意見を参考にし

て、経営管理業務、情報処理システム開発費及び発売開始時期等について日本ユニシ

スの優位性を認め、17年 2月に日本ユニシスと基本契約を締結した。

第�期と第�期の運営体制の違いについて図示すると、図 3のとおりである。

図 3 第�期と第�期の運営体制の違い

（注） 第�期においては、センターが民間協力会社として日本ユニシスに経営管理
業務及び情報処理システム開発運用管理業務を発注しているため、日本ユニシ

スは、センターの本部内に常駐してコンサルティング及びバックオフィス業務

を実施するとともに、情報処理システムの開発等の業務を受注している。

� スポーツ振興くじの売上げ、債務、繰越欠損の推移

ア 売上げの推移

スポーツ振興投票が本格的に開始された 13事業年度以降の売上金額の推移は、表 3

のとおりであり、13事業年度に 642億円を売り上げたが、14事業年度以降は毎年売上

金額が減少していった。そして、前記のとおり、数度にわたる投票法施行規則等の改正

等により売上げの向上に努めたものの、売上金額の減少は 18事業年度まで続くことと

なった。
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表 3 スポーツ振興くじの売上金額の推移

（単位：百万円、回）

事業年度

種類

第�期 第�期

平成 13 14 15 16 17 17 18 19

toto 64,266 34,636 14,432 13,443 9,488 1,459 6,465 7,442

totoGOAL ― 1,421 5,444 2,251 174 ― ― ―

totoGOAL 3 ― ― ― ― 2,957 231 2,245 1,927

totoGOAL 2 ― ― ― ― ― 13 61 50

mini toto ― ― ― ― ― 580 2,116 1,718

BIG ― ― ― ― ― ― 2,322 48,140

mini BIG ― ― ― ― ― ― 259 3,167

BIG1000 ― ― ― ― ― ― ― 1,264

売上金額 64,266 36,058 19,877 15,694
12,620 2,284

13,470 63,711
14,905

（実施回数） （32） （38） （37） （44） （39） （9） （63） （58）

イ 債務（りそな銀行に対する未払金）、繰越欠損金の推移等

� 第�期における債務（りそな銀行に対する未払金）及び繰越欠損金の推移
第�期においては売上げが低迷する一方、りそな銀行への委託料は発売総額に比例
しない多額の定額部分を含んでいたため、売上金額から払戻金額を控除した金額で

は、委託料を支払うことができなくなり、支払不能な委託料は翌事業年度以降へ支払

を繰り延べざるを得なくなった。

これにより、表 4のとおり未払金が増加していくことになり、17事業年度末にお

いて、りそな銀行に対する未払金は 292億円まで膨れ上がった。

表 4 対りそな銀行未払金及び繰越欠損金の推移

（単位：百万円）

事業年度

項目
平成 12 13 14 15 16 17 18 19

対りそな銀行未払金 1,510 5,656 9,463 11,209 17,504 29,254 ― ―

繰越欠損金 433 278 2,474 9,436 15,504 29,270 26,417 9,551

（注） 各事業年度の対りそな銀行未払金には、契約により翌事業年度に精算することとなっていた金額

も含んでいる。

なお、14、15両事業年度の対りそな銀行未払金及び繰越欠損金について、セン

ターは貸借対照表に計上していなかったが、本院の指摘により 16事業年度において

是正している。表 4は、適正な会計処理を行った場合の金額を記載しているため、セ

ンターが開示した財務諸表の金額とは異なっている。

また、前記のとおり、収益は、すべて助成等に充てることとされていて、損失の発

生に備えて準備金等として整理する制度となっておらず、損益計算上の損失が発生し

た場合には、その全額を欠損金として処理せざるを得なかった。これは、文部科学省

が当初の制度設計の段階において、これほどまでに売上金額が低迷することを想定し

ておらず、制度上、損失及び欠損金の発生を想定していなかったことによると考えら

れる。
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独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）第 44条第 1項

では、損益計算において生じた利益で繰越欠損金を補てんして、残余の額は積立金と

して整理しなければならないと規定されているが、センター法第 22条第 2項では、

助成準備金として整理する場合においては、通則法の上記規定が適用されないことと

されている。

� 繰越欠損金の発生原因

a 損益分岐点に達しない発売総額

後述するように、文部科学省は、制度設計の当初、年間の運営費について試算を

行っていた（1008ページ参照）。

これによれば、銀行等に委託するに当たっての初期投資額は 365億円、年間の固

定費は 110億円であった。そこで、初期投資額を 5年で償還するとして年間の固定

費を試算すると 183億円（110億円＋365億円／ 5年）となり、また、発売総額に対

する変動費の比率である変動費率は 9.55％と算定された。

したがって、運営費の年間額は次式により求められることとなった。

運営費（年間額） ＝ 183億円 ＋ 発売総額 × 9.55％
（固定費） （変動費）

そして、収入は発売総額の 53％（17年 3月末まで）となることから、損益分岐点

は 421億円となっていた。

このように、制度設計上の発売総額を 2000億円として固定費額及び変動費率を

計算すると、損益分岐点は 421億円となっていたが、実際には、14事業年度から

17事業年度までの 4年間、損益分岐点を大幅に下回る売上金額となったことが繰

越欠損金が生じた最大の要因である。

b 実効性を持った改善策を早期に執ることができなかったことによる欠損金の増加

前記のとおり、スポーツ議員連盟の改善方策の提言等を受けて行われた政省令の

改正等がなされるまでは、センター等は法令等の規制により売上げを向上させる実

効性を持った改善策を早期に執ることができなかったが、これも繰越欠損金を増大

させた要因の一つであると考えることもできる。

� りそな銀行に対する未払金の一括支払のための長期借入金の借入れ等

文部科学省は、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令（平成 15年文

部科学省令第 51号）を 18年 9月に改正した。これにより、センターは、同月株式会社

みずほ銀行（以下「みずほ銀行」という。）を幹事銀行とするシンジケートローン（借入期

間：18年 9月～29年 3月）により 190億円を借り入れるとともに、一般勘定から投票

勘定へ 34億円の資金を融通して、りそな銀行への未払金を一括で支払った。

� 「BIG」の発売開始による売上げの急増と長期借入金の返済及び繰越欠損金の減少

18年 9月、キャリーオーバー発生時には最高払戻金額 6億円という「BIG」の発売が

開始されて、19事業年度に「BIG」の売上げが急増したことで、19事業年度の売上金

額は 637億円となった。

これにより、19事業年度だけで借入金額の半分の 95億円の返済が実施されて、繰

越欠損金も 20年 3月末には 95億円まで減少した。さらに、20年 5月 30日に 43億
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円の繰上返済を実施したことにより、同年 6月末日のシンジケートローンによる借入

金残高は 52億円となっている。

� 販売システムの運用経費及び開発規模

ア 第�期

� 開発規模の決定方法等

a スポーツ振興投票の実施に関するアンケート調査の実施

文部科学省は、財団法人日本開発構想研究所に委託して、10年 7月から同年 8

月にかけて、スポーツ振興投票に関するアンケート調査を実施して、このアンケー

ト調査の結果を基に、スポーツ振興投票の市場規模の推計を行わせていた。そし

て、市場規模の推計の結果、年間需要総額は 1600億円から 2200億円と推計されて

いた。なお、年間需要総額の算出過程について本院が文部科学省に確認したとこ

ろ、同省からは、資料が存在しないため算出過程については不明である旨の返答が

あった。

b スポーツ振興くじの発売総額の想定と開発規模の決定

文部科学省は、市場規模の推計結果等を基に、スポーツ振興くじの発売総額を

2000億円と想定して、これに対応可能な販売システムを開発することを前提に試

算を行った結果、初期投資額、年間固定費及び変動費率をそれぞれ 365億円、110

億円、9.55％と算定した。

c 開発規模の妥当性

前記のとおり、文部科学省はスポーツ振興投票の発売総額を 2000億円と想定し

て、これに対応可能な販売システムを開発するため、センター経費を除く初期投資

額を 351億円と積算していた。

しかし、JSALは、2000億円を売り上げるのは実質的に不可能であると判断した

ため、スポーツ振興投票委託業務運営協議会（センターがりそな銀行、JSAL及び中

核 7社とともに設置）は、文部科学省の想定を大幅に下回る発売総額 1200億円に対

応可能な販売システムを開発することにした。

そして、センターシステムのアプリケーションを開発するために必要なシステ

ム・エンジニア、プログラマーなどの工数は、IBMが独自に算出したものである

が、IBMは工数を算出する方法については公表しておらず、センターではこれを

検証できなかった。

� 販売システムの運用経費

a 販売システム構築のための初期投資額の調達方法及び投資額

センターは、スポーツ振興投票業務を実施するために必要な施設、設備等（初期

投資）の調達財源を有していなかった。このため、委託を受けた銀行等に初期投資

額を負担させて、毎事業年度支払う委託料に、初期投資額の償還分を含めて支払う

こととした。

b 初期投資額の妥当性

初期投資額に含める費用については、りそな銀行から報告があった費用につい
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て、センターとりそな銀行との間で協議して、センターの承認をもって決定されて

いた。

センターは、端末機に付加されたスポーツ振興くじの販売とは直接の関係がない

JTBの販売システムなどの開発費 3億円について、販売店での限られたスペースに

端末機をオフシーズンも含め設置してもらうために必要と判断して、その全額を初

期投資額に含めることを承認していた。

しかし、端末機普及のために必要な経費負担であったという面を否定できないと

しても、同システムの受益者との間で適正な負担割合についての交渉等をすべきで

あったと認められ、センターが、これらの開発費の全額を初期投資額に含めること

を承認していたことは適切とは認められない。

c 運営費等の年度別実績額

第�期の運営費等の年度別実績額は表 5のとおりとなっており、売上金額に対す

る運営費の比率は、本格的な発売開始事業年度の 13事業年度こそ 36.3％にとど

まっていたものの、16事業年度には 91.1％まで悪化している。ただし、17事業年

度は、第�期に向けての費用が前倒しで発生しているため単純比較はできない。
表 5 第�期の運営費等の年度別実績額

（単位：百万円、％）

事 業 年 度 平成 12 13 14 15 16 17

運 営 費 1,918 23,329 20,485 17,357 14,305 14,781

販売システム
の運用経費

委託料（対りそな銀行） 1,623 22,637 19,743 16,798 13,798 11,505

直営化に伴う費用 ― ― ― ― ― 2,748

そ の 他 295 693 743 559 506 527

売上金額 3,063 64,266 36,058 19,877 15,694 14,905

売上金額に対する比率 62.6 36.3 56.8 87.3 91.1 99.1

（注） りそな銀行に対する委託料の契約が変更されるなどしたため、運営費は、1007ページの算式によ
る金額とはなっていない。

イ 第�期

� 開発規模

a スポーツ振興くじの発売総額の想定と開発規模の決定

前記のとおり、第�期においては、これまでの委託方式からセンターが直接運営

する方式に改めることとした。

第�期は、第�期のシステムを引き継がずに、多様なくじに対応できる新たなシ

ステムを開発することとして、既往年度の最大の発売総額が 642億円（13事業年

度）であったことから、第�期の想定発売総額を 600億円とした。

b 開発規模の妥当性

前記のとおり、第�期と比較すると、第�期の想定発売総額は、大幅な見直しが

行われており、販売システムの開発規模もそれに伴った見直しが行われた。

ソフトウェアの開発規模の見積りは、一般的に、ファンクションポイント法（情

報システムが提供する機能数を一定の方法で定量化して、見積り尺度とする方法）
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等により行われているが、センターは、システム開発の契約を締結する前の段階で

は、開発規模についてファンクションポイント法等による見積りを行っていなかっ

た。そして、センターは、システム開発の契約を締結した後において、日本ユニシ

スほかシステム開発に関連する各社が算出した見積りについて、センターが経営管

理業務を委託している経営管理コンサルタント（日本ユニシスの社員）と打合せの

上、開発規模の妥当性についての検証を行ったとしているにすぎない状況であっ

た。

� 販売システムの運用経費

a 販売システム構築のための初期投資額の調達方法及び投資額

第�期においても、第�期と同様にスポーツ振興投票事業に係る予算措置が講じ

られていなかったことから、第�期の初期投資額 127億円についても、第�期開始

後の売上げから支払うこととして、情報処理システム等一式はリース契約により調

達して、それ以外の初期投資額についても基本的に第�期の売上げから支払うこと

とした。

b 初期投資額の妥当性

センターは、初期投資額のうち日本ユニシス実施分について、事前に見積りなど

の提示を受けて、個別に検証したり、日本ユニシスと必要に応じて適宜打合せを

行ったりして、提出された企画書の内容が実現されていることをもって初期投資額

の妥当性を確認したとしている。しかし、センターは、日本ユニシスとの契約の中

で基礎資料等により実績等を確認・検証する規定を定めておらず、作業日報や賃金

台帳等の実働時間、人件費単価、機器の単価等を把握できる資料の提出を受けて確

認しているとは認められなかった。

c 運営費の年度別実績額

第�期の運営費の額は表 6のとおり 18事業年度 89億円、19事業年度 126億円

と第�期と比べて大幅に減少した。また、売上金額に対する運営費の比率は、第�

期には 90％を超えたこともあったが、19事業年度には、売上金額が急増したこと

による要因もあるものの、20％を下回っている。

表 6 第�期の運営費等の年度別実績額
（単位：百万円、％）

事業年度 平成 18 19

運 営 費 8,972 12,683

直営化に伴う費用
（販売システムの運営費） 8,075 11,887

その他 897 796

売上金額 13,470 63,711

売上金額に対する比率 66.6 19.9

ウ 第�期と第�期の比較

第�期においては、想定発売総額を 2000億円としたものの、売上げが低迷して、最

も多かった事業年度でも発売総額は 642億円にとどまった。一方、多額の初期投資に伴
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い、発売総額に関係なく多額の固定費負担が発生することにより、累積欠損金が増大し

た。

第�期においては、想定発売総額を 600億円として販売システムを開発したことなど

により、初期投資額が第�期の 3分の 1程度で済み、また、販売システムの開発に当た

り、くじの種類の多様化等を想定してそれに対応しやすいシステムを開発したため、第

�期と比べ固定費負担が減少した。そして、19事業年度には、新たなくじ「BIG」の投入

の効果等により、売上金額が 637億円となった。

したがって、第�期での固定費負担の減少及び 19事業年度の売上げの増加という 2

つの要因により、スポーツ振興投票の業績は急激に回復している。

センターがスポーツ振興くじの発売を開始した 12事業年度から 19事業年度までの、

売上金額、払戻金額、運営費、助成準備金繰入額、国庫納付金等を一表にまとめると表

7のとおりとなる。

表 7 スポーツ振興投票の実績推移

（単位：百万円）

事業年度

項目
平成 12 13 14 15 16 17 18 19

売上金額� 3,063 64,266 36,058 19,877 15,694 14,905 13,470 63,711

払戻金額� 1,439 30,205 16,947 9,342 7,376 7,452 6,735 31,855

時効金等収入等� ― 79 1,606 331 147 192 420 497

くじ収入�＝
�－�＋� 1,623 34,141 20,717 10,866 8,465 7,645 7,156 32,353

運営費� 1,918 23,329 20,485 17,357 14,305 14,781 8,972 12,683

委託料（対りそ
な銀行） 1,623 22,637 19,743 16,798 13,798 11,505 ― ―

直営化に伴う費
用 ― ― ― ― ― 2,748 8,075 11,887

その他 295 692 742 559 506 527 897 796

くじ収入－運営費
	＝�－� ▲ 295 10,811 231 ▲ 6,490 ▲ 5,839 ▲ 7,135 ▲ 1,816 19,669

助成等
 ― 10,651 2,423 331 147 134 145 2,183

助成準備金繰入
額 ― 7,100 1,615 220 98 89 96 1,455

国庫納付金 ― 3,550 807 110 49 44 48 727

財務費用� 4 5 2 0 106 496 1,185 624

臨時損益等� 0 ― ▲ 0 2 25 ― ▲ 0 4

投票勘定損益
	－
－�＋� ▲ 298 154 ▲ 2,195 ▲ 6,819 ▲ 6,068 ▲ 7,766 ▲ 3,147 16,866

繰 越 欠 損 金 433 278 2,474 9,436 15,504 29,270 26,417 9,551

（注） 平成 14、15両事業年度は、委託料の未払額を委託料に含めており、17事業年度は 18事業年度に
減額した 60億円を委託料から控除しているため、センターの財務諸表とは一致しない部分がある。
また、繰越欠損金は前事業年度の繰越欠損金に当事業年度の投票勘定損益を加減した額となる

が、15事業年度は、更に独立行政法人化に伴う繰越欠損金の増加 1億 4215万円が加算されてい
る。
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� 繰越欠損の解消に向けての取組の状況

ア 収支計画（案）の策定と計画実現に向けての方策

センターは、17年 8月に、多額の繰越欠損金の発生、これに関する本院の指摘等を

踏まえて、18事業年度から 21事業年度までの 4年間で繰越欠損金を解消しようとする

収支計画（案）を策定して、その骨子は、売上げが順調に伸び、18事業年度には 294億

円、21事業年度には約 2倍の 608億円になるとの見込みを基に作成されていた。しか

し、18事業年度の売上金額は計画値の半分にも達しなかった。

また、前記のとおり、センターは、りそな銀行に対する未払金の一括支払のためシン

ジケートローンなどにより借入れ等を行ったため、その返済計画を裏付ける収支計画

（案）を 18年 9月に策定した。この収支計画（案）によれば、19事業年度には 4億円の借

入金返済を行ってもなお、 3億 9000万円の収益を見込み、その後、売上げが順調に伸

びて、24事業年度以降は 333億円の売上見込額で推移するとしており、29事業年度に

はすべての借入金等の返済が完了して、28億円程度の収益が見込めるとしている。

そして、センターは、前記のとおり、18事業年度から直営方式で運営することとし

て、民間企業のノウハウなどを導入することなどにより発売総額を拡大して、現実的な

発売総額を設定して、これに合わせた販売システムを構築するなどの方策を講ずるなど

して、損益分岐点を引き下げる取組を行っている。さらに、商品性や利便性の改善を行

うとともに、購入者のニーズに応えた多様なくじを発売した結果、19事業年度には

「BIG」の売上げが大きく伸びるなど一定の成果が見られて、同事業年度の売上金額は、

計画値を大きく上回る 637億円となり、収支が大幅に改善されている。

イ 実施体制等の見直しについての閣議決定

独立行政法人整理合理化計画（19年 12月 24日閣議決定）において、センターのスポー

ツ振興投票業務については、次のとおり見直しを行うこととされた。

事務及び事業の見直し

【スポーツ振興投票業務】

〇スポーツ振興投票事業について、日本スポーツ振興センターは、売上げ向上等に最大限

努力し、繰越欠損金をできる限り早期に解消するとともに、スポーツ振興に対する助成

の確保に努めるものとする。

〇その上で、スポーツ振興くじの売上げ状況を注視しつつ、繰越欠損金解消の見通しがお

おむね立つと考えられる平成 21年度末を目途に、スポーツ振興投票事業の実施体制の

在り方も含め見直しを検討し、結論を得る。

〇なお、その間にあっても、スポーツ振興くじの売上げの低迷により、繰越欠損金が増加

し、債務の返済の見通しが立たないと見込まれる場合には、国民負担に及ぶことがない

よう、スポーツ振興投票事業について原点に立ち返った抜本的な見直しを行う。

この閣議決定の後に、センターは、前記のとおり、19事業年度のスポーツ振興くじ

の売上金額が最終的に 637億円となったことから、売上金額 520億円の予想の下に実施

した 91億円の繰上返済に加えて、20年 5月にも 43億円の繰上返済を実施しており、

シンジケートローンによる借入金残高 52億円についても、その全額が 9月末日に繰上

返済される見込みである。
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3 検査の結果に対する所見

ア 本院は、センターが実施しているスポーツ振興投票について参議院から検査の要請を受

けて、�スポーツ振興くじに係る制度や運営の見直し状況、�スポーツ振興くじの売上
げ、債務、繰越欠損の推移、�販売システムの運用経費及び開発規模、�繰越欠損の解消
に向けての取組の状況について検査した。

検査の結果は、次のとおりである。

� スポーツ振興くじに係る制度や運営の見直し状況

第�期（12年 10月 28日～17年 12月 2日）においては売上げが低迷して、スポーツ振

興投票の目的とするくじ収益からのスポーツ振興事業への助成も少額にとどまってい

た。

このような状況を打開するために、文部科学省は、スポーツ議員連盟によるスポーツ

振興くじをより魅力のあるものとするための改善方策の提言等を受けて、17年度以

降、政省令の改正等を行って、多様なくじの発売が可能となるように組合せの総数の制

限の廃止や販売方法等の見直しを行った。

また、運営面については、第�期においては、センターがスポーツ振興くじの売りさ
ばきなどの業務を一括してりそな銀行に委託して、りそな銀行は、JSALに再委託して

業務を行っていたが、第�期（17年 12月 3日～25年 3月 31日）においては、センター

が民間企業のノウハウを得て直接運営することにした。そして、経営管理業務及び情報

処理システム開発運用管理業務について、日本ユニシスに委託した。

� スポーツ振興くじの売上げ、債務、繰越欠損の推移

スポーツ振興投票が本格的に開始された 13事業年度は 642億円を売り上げたが、14

事業年度以降は売上げが減少し続けて、18事業年度の売上金額は 134億円まで減少し

た。

また、りそな銀行への委託料には、りそな銀行が負担した初期投資額の償還部分が含

まれており、14事業年度以降は売上金額から払戻金額を控除した額では委託料を支払

うことができなくなり、支払不能な委託料は翌事業年度以降へ支払を繰り延べざるを得

なくなった。この結果、17事業年度末におけるりそな銀行に対する未払金は 292億円

にまで膨れ上がり、センターは 292億円もの多額の繰越欠損金を計上していた。この繰

越欠損金の発生原因は、�売上金額が低迷して損益分岐点に達しなかったこと、�実効
性を持った改善策を早期に執ることができなかったことによるものと考えられた。

� 販売システムの運用経費及び開発規模

第�期においては、文部科学省は、アンケート調査による市場規模の推計に基づき年
間発売総額を 2000億円と想定して、これに対応可能な販売システムを開発することを

前提に、スポーツ振興投票の運営を実施するために必要な運用経費を算定して、初期投

資額を 365億円、年間固定費額を 110億円及び変動費を発売総額の 9.55％としてい

た。

センターは、りそな銀行、JSAL及び中核 7社とともに、スポーツ振興投票業務の運

営に必要な事項の協議機関として運営協議会を設置しているが、運営協議会では、ス

ポーツ振興投票の年間実施回数等から発売総額 1200億円に対応可能な販売システムを

開発することにした。
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しかし、第�期の実際の売上金額は、文部科学省やセンター等の想定をはるかに下回
り、運用経費及び開発規模が相対的に大きなものとなって、欠損金が多額に上る結果と

なったと考えられる。

また、センターは、販売店の限られたスペースに端末機をオフシーズンも含め設置し

てもらうために必要との判断で、スポーツ振興くじの販売とは直接の関係がない販売シ

ステム等の開発費の全額 3億円をセンターが負担することとして、初期投資額に含める

ことを承認していた。しかし、端末機普及のために必要な経費負担であったという面を

否定できないとしても、同システムの受益者との間で適正な負担割合についての交渉等

をすべきであったと認められ、センターが、これらの開発費の全額を初期投資額に含め

ることを承認していたことは適切とは認められない。

第�期においては、センターは、発売総額を 600億円と想定して、それに対応可能な

販売システムを開発することとした。第�期の販売システムの運用経費を含む運営費の
額は、第�期と比べ大幅に減少して、売上金額に対する運営費の比率も、90％を超え

ることもあった第�期と比べ売上金額が急増したことによる要因もあるものの、19事

業年度には 20％を下回っている。

また、損益分岐点も第�期の 421億円に対して、第�期の 18事業年度には 213億

円、19事業年度には 187億円に低下している。

� 繰越欠損の解消に向けての取組の状況

センターは、多額の繰越欠損金の発生及びこれに関する本院の指摘等を踏まえて、17

年 8月に収支計画（案）を策定したものの、18事業年度の売上金額は計画値の半分にも

達しなかった。また、18年 9月にみずほ銀行を幹事銀行とするシンジケートローンに

より 190億円を借り入れて、その借入金等をもってりそな銀行に対する未払金を一括し

て支払うとともに、借入金の返済計画を裏付ける収支計画（案）を策定した。

そして、18年 9月から発売開始した新たなくじ「BIG」の売上げが 19事業年度に急激

に増加したことで、19事業年度のスポーツ振興くじの売上金額は 637億円と大幅に増

加した。これにより、19事業年度には、上記借入金のうち 95億円を返済し繰越欠損金

の残高も 95億円となった。さらに 20年 5月に追加で 43億円を繰上返済した結果、 6

月現在の借入金の残高は 52億円となっている。

イ 上記の検査の結果を踏まえて、センター及び文部科学省は、今後の事業の実施に当たっ

て、以下の点に留意することが必要である。

� センターは、販売システムの運用経費について、受託者との契約の中に、基礎資料に

より実績等を確認・検証する規定を定めておらず、また、販売システムの開発規模につ

いて、一般的に用いられている手法による妥当性の検証を行っていなかった。

したがって、センターは、今後、販売システムの運用経費及び開発規模について、事

後的に、自ら、又は第三者を介して、確認・検証できるような規定を契約に明記するな

どして事後の確認・検証を可能とする体制を構築して、事後的検証を行う必要があると

認められる。

� 当初の制度設計の段階で、損益分岐点を下回るほどの売上金額の低迷を想定しておら

ず、制度上、損失及び欠損金の発生を想定していなかったことにより、実際に損失が発

生した場合の措置に係る制度上の整備がなされていなかった。
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現状では、売上金額が損益分岐点を上回る状態まで回復しているものの、今後、損失

が発生する場合も想定して、その措置に係る制度上の整備を検討することも課題になる

と考えられる。

� 20事業年度の「BIG」の売上げは、20年 4月から 7月までのところ、毎回 15億円から

30億円程度とセンターの想定を上回る売上げとなっているが、センターは、19年 12月

に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画を踏まえて、繰越欠損金をできる限り早

期に解消するとともに、今後とも、青少年に悪影響を及ぼさないよう販売方法等につい

て十分留意しつつ、投票法第 22条に定める国庫納付を引き続き着実に行いながら、ス

ポーツ振興のために必要な資金を確保して、もってスポーツの振興に寄与するという制

度本来の目的の達成に努めることが肝要である。

以上のとおり報告する。

そして、本院としては、今後とも、スポーツ振興投票の運営が経済的、効率的に行われ

て、上記の投票法の定める目的が達成されているかなど多角的な観点から、引き続き検査し

ていくこととする。
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第 3 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府開発

援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効果について

要請を受諾した
年月日

平成 20年 1月 16日

検 査 の 対 象 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

検 査 の 内 容 上記の 5省所管の政府開発援助についての検査要請事項

報告を行った年
月日

平成 20年 10月 8日

1 検査の背景及び実施状況

� 検査の要請の内容

会計検査院は、平成 20年 1月 15日、参議院から、国会法第 105条の規定に基づき下記

事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し

同月 16日検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してそ

の検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

� 検査の対象

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

� 検査の内容

五省所管の政府開発援助についての次の各事項

� 技術協力の実施状況

� 技術協力に係る援助の効果

� 政府開発援助（ODA）及び技術協力の概要

ア ODAの概要

政府開発援助（ODA）は、政府又は政府の実施機関によって開発途上国又は国際機関

に供与されるもので、開発途上国の自助努力を支援して、経済及び社会の発展並びに福

祉の向上に役立つことを目的として行う資金及び技術の提供による協力である。

これを形態別に分類すると、二国間援助と国際機関に対する出資、拠出とがあり、こ

のうち二国間援助には贈与である無償資金協力及び技術協力並びに政府貸付である有償

資金協力がある（図参照）。
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図 ODAの分類

イ 技術協力の概要、実施主体及び形態

技術協力は、開発途上国の経済及び社会の開発の担い手となる人材を育成するため

に、我が国の有する技術、技能、知識を開発途上国に移転するなどして、技術水準の向

上、制度・組織の確立・整備等に寄与するものである。具体的には、開発途上国の技術

者や行政官等に対する技術研修の実施、専門的な技術や知識を有する専門家やボラン

ティアの派遣、技術移転に際して必要な資機材の供与等がある。

技術協力は、外務省（実施主体は独立行政法人国際協力機構（平成 15年 10月 1日以前

は国際協力事業団。Japan International Cooperation Agency。以下「JICA」という。）等）

に加え、本件の検査の要請において検査の対象とされた文部科学省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省及び国土交通省の 5省（以下「 5省」という。）を含む計 13の府省庁に

おいて、それぞれの所掌事務に係る国際協力として実施されている。そして、外務省は

各府省庁が実施する技術協力の調整等の機能を担っている。

前記のとおり、技術協力には多様な形態があり、 5省は、研修生の受入れ、専門家の

派遣、資機材の供与、調査研究等様々な内容・形態の技術協力を実施している。

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

ア 検査の観点及び着眼点

� 本院は、 5省所管の技術協力の実施状況について、正確性、合規性、経済性、効率

性等の観点から、次の点などに着眼して検査した。

� JICAや他の府省庁が実施する他の事業との連携、調整が十分でない事態が生じ

ていないか

� 援助の実施に係る契約その他の会計経理は適切に処理されているか

� 委託、補助等により事業を実施している場合、その相手方は適正に決定されてい

るか

� 委託、補助等の相手方において当該事業に係る会計経理は適正に処理されている

か

� 技術協力に係る援助の効果について、経済性、効率性、有効性等の観点から、次の

点などに着眼して検査した。

� 事業は計画どおりに進ちょくして、対象となる技術は目的どおり相手国側に移転

されているか

� 移転された技術や供与された資機材等は相手国側において計画どおり十分に利用
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されているか

� 調査報告等の内容は十分なものとなっており、その成果は活用されているか

� 事業の対象、方法等は援助の効果を達成するのに適したものとなっているか

� 社会情勢の変動等に伴い効果や必要性が低下している事業はないか

� 事業の効果等は適切に評価されて、その結果は公開されているか

イ 検査の対象及び方法

本院は、 5省所管の技術協力を検査の対象として、技術協力の実施状況及び技術協力

に係る援助の効果について検査した。

具体的には、表 1のとおり、原則として 15年度から 19年度までの 5か年間に実施さ

れた 5省所管の技術協力（予算額計 4065億円）を対象として検査した。

表 1 5省が所管する技術協力に係る予算の額 （単位：百万円）

所 管 会 計 名
平成

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
計

文部科学省

一般会計 46,378 44,244 43,777 43,195 42,653 220,249

国立学校特別会計 9,475 ― ― ― ― 9,475

小 計 55,854 44,244 43,777 43,195 42,653 229,724

厚生労働省

一般会計 1,886 1,629 1,520 1,386 1,208 7,631

国立高度専門医療センター
特別会計 995 863 940 828 729 4,357

労働保険特別会計 818 721 727 701 699 3,669

小 計 3,700 3,214 3,188 2,916 2,637 15,658

農林水産省 一般会計 3,570 3,280 3,115 2,860 2,682 15,509

経済産業省 一般会計 30,205 28,943 29,506 26,831 26,025 141,512

国土交通省 一般会計 995 891 776 779 680 4,123

5省所管技術協力に係る一般会計 ODA
予算の計

83,037 78,990 78,696 75,053 73,249 389,026

5省所管技術協力に係る ODA事業予算
の計

94,326 80,574 80,364 76,584 74,678 406,528

注� 当初予算の額である。

注� 国立学校特別会計は、平成 16年 4月 1日に廃止された。
注� 国立高度専門医療センター特別会計は、平成 15年度以前は国立病院特別会計であった。

本院は、 5省（各省の外局及び機関を含む。）及び 5省から委託、補助等を受けるなど

して技術協力事業を実施している団体等のうち委託金額が大きいものなど主要な 56団

体（独立行政法人等 17（独立行政法人 10、国立大学法人 6、事業団 1）、学校法人 6、公

益法人等 33（公益法人 30、その他の団体 3））において会計実地検査を行った。また、 5

省所管の事業を実施しているものではないが、参考情報を得るために外務省においても

会計実地検査を行った。

本院は、本件の検査において、 5省等に調書の提出を求めて、在庁してそれら関係書

類の分析等の検査を行ったほか、623人日を要して、上記の各検査箇所に対する会計実

地検査を行うとともに、マレーシア、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国、フィ

ジー諸島共和国及びキリバス共和国に職員を派遣して技術協力の実施状況を現地調査し

た。
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なお、調書の作成に当たっては、個々の契約、補助等は 1件当たりの金額が一定金額

以上のものなどを対象とすることとした。

2 検査の結果

� ODA事業に係る予算・決算及び DAC報告

ア ODA事業に係る予算・決算

ODA事業予算は、一般会計の ODA予算に、特別会計における ODA予算、財政融

資資金、出資国債等の額を加えたものである。技術協力には財政融資資金、出資国債等

を財源とするものはないので、 5省の技術協力に係る ODA事業予算は 5省に係る一般

会計 ODA予算と特別会計における ODA予算の合計額となる。

15年度から 19年度までの 5省所管の技術協力に係る一般会計 ODA予算及び ODA

事業予算並びにこれらに係る決算額について、予算書・決算書により又は 5省に対して

調書の提出を求めるなどして集計した結果は表 2のとおりである。

表 2 5省所管の技術協力に係る予算・決算額 （単位：百万円）

所 管 会 計 名
平成

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
計

文部科学省

一般会計 45,439
（46,378）

43,247
（44,244）

43,483
（43,777）

42,927
（43,195）

37,026
（42,653）

212,124
（220,249）

国立学校特別会計 ―
（9,475）

―
―

―
―

―
―

―
―

―
（9,475）

小 計 45,439
（55,854）

43,247
（44,244）

43,483
（43,777）

42,927
（43,195）

37,026
（42,653）

212,124
（229,724）

厚生労働省

一般会計 1,753
（1,886）

1,508
（1,629）

1,409
（1,520）

1,288
（1,386）

1,195
（1,208）

7,155
（7,631）

国立高度専門医療センター
特別会計

574
（995）

547
（863）

634
（940）

725
（828）

596
（729）

3,077
（4,357）

労働保険特別会計 721
（818）

653
（721）

679
（727）

627
（701）

630
（699）

3,312
（3,669）

小 計 3,049
（3,700）

2,709
（3,214）

2,722
（3,188）

2,642
（2,916）

2,421
（2,637）

13,545
（15,658）

農林水産省 一般会計 3,251
（3,570）

2,986
（3,280）

2,893
（3,115）

2,722
（2,860）

2,667
（2,682）

14,522
（15,509）

経済産業省 一般会計 28,474
（30,205）

26,156
（28,943）

26,120
（29,506）

24,156
（26,831）

23,996
（26,025）

128,904
（141,512）

国土交通省 一般会計 916
（995）

788
（891）

696
（776）

718
（779）

661
（680）

3,781
（4,123）

5省所管技術協力に係る一般会計 ODA
予算に係る決算額計

79,835
（83,037）

74,687
（78,990）

74,603
（78,696）

71,814
（75,053）

65,547
（73,249）

366,488
（389,026）

5省所管技術協力に係る ODA事業予算
に係る決算額計

81,131
（94,326）

75,888
（80,574）

75,916
（80,364）

73,168
（76,584）

66,773
（74,678）

372,878
（406,528）

（注） 上段は決算額、下段の括弧書きは当初予算額である。

このうち 15年度の文部科学省所管国立学校特別会計について決算額が不明となって

いる。これは、同省が同特別会計の予算について、会計法令上区分管理が求められてい

ないこともあり、予算の執行過程において ODA事業と他の事業を区分して把握してい

なかったことによるものである。
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イ ODA実績と DAC報告

我が国の ODA実績は「政府開発援助（ODA）白書」（以下「ODA白書」という。）等にお

いて公表されており、この ODAの実績は経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会

（Development Assistance Committee。以下「DAC」という。）にも報告される。DAC

は、我が国からの報告も含めた各加盟国からの報告を取りまとめて公表しており（以

下、この公表を「DAC報告」という。）、DAC報告は、各援助国による ODA実績の国際

比較等に広く用いられている。

そして、我が国が技術協力を実施する場合は、相手国・地域が DACが世界の国・地

域をその国民等 1人当たりの国民総所得（GNI）に基づいて分類したリストに掲載されて

いる被援助国・地域（以下「開発途上国」という。）であることを目安とするとされてい

る。したがって、我が国が実施する技術協力は、原則として、DACの報告基準に合致

し、技術協力のために支出した費用は DAC報告に計上されて、我が国の国際貢献とし

て評価されることになる。

しかし、 5省所管の技術協力について検査したところ、次のとおり、ODA事業に係

る予算・決算と DAC報告との間にずれが生じている事態が見受けられた。

� ODA事業予算により実施している事業の一部に開発途上国以外の国に係る事業を

含めているなど、DAC報告から除外されている事業を ODA事業予算により実施し

ているもの

一般に、ODA事業予算により技術協力を実施する場合は、その対象とされるのは

開発途上国ないしその国民である。しかし、文部科学省は ODA事業予算により実施

している外国人留学生（以下「留学生」という。）の受入事業において、開発途上国以外

の先進国等からの留学生も対象としており、これに係る経費は予算上は ODA事業予

算とされているが、DAC報告からは除外されていた。

また、厚生労働省は ODA事業予算により実施している事業を DACの報告基準に

該当しないとして DACへの報告から除外していた。

� ODA事業予算により実施している事業で、DAC報告に含めることが可能であると

思料されるにもかかわらず、DAC報告に含められていないもの

厚生労働省（一部の部局）及び農林水産省は、政府開発援助庁費等の事務経費につい

て、予算上は ODA事業予算とされているが、DACへの報告からは除外していた。

しかし、事務経費のうちには、DACへの報告に含めても差し支えないものもある

ことから、それらについては、DACへの報告に含めることができるものと思料され

る。

� 5省所管の技術協力の実施状況

ア 府省庁間の連携、調整等

JICA及び各府省庁が実施する技術協力について、その戦略的な統一性を確保するた

め、外務省をはじめとする関係省庁が相互に連絡を密にして、情報共有・連携を強化す

ることが必要であるとされているところである。

� 各種会議等による連携、調整等の仕組み

我が国の海外経済協力（ODA以外のものを含む。）に関する重要事項を機動的かつ

実質的に審議して、戦略的な海外経済協力の効率的な実施を図ることを目的として、

18年 4月以降、内閣総理大臣をはじめとする関係閣僚により構成される海外経済協
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力会議が設置、運営されている。さらに、ODAに関わる関係府省庁間の連携を図る

ための具体的な仕組みとして、政府開発援助関係省庁連絡協議会、技術協力連絡会議

等が開催されている。

また、外務省は、関係府省庁との効率的・効果的な情報の共有・連携を強化するた

めに、各省が実施する技術協力の実施状況等を収集、蓄積及び参照することができる

システムとして、13年度から「関係府省庁技術協力検索」を省庁間ネットワークであ

る霞が関WAN等により提供している。

しかし、 5省においては、個々の技術協力事業を担当している部署の担当者が同シ

ステムの存在を知らなかったり、霞が関地区以外にある官署や独立行政法人等はそも

そも霞が関WAN等に接続していないため同システムにアクセスできなかったりして

いて、同システムを全く利用していない例が見受けられた。したがって、今後同シス

テムがより活用されることが望まれる。また、霞が関WAN等に接続していない官署

や独立行政法人等は、本省を通じるなどして必要な情報の収集等を行うことが望まれ

る。

� 5省と JICAとの間での事務の委託

JICAが実施する技術協力のうち、技術研修員受入事業について、JICAが 5省に委

託するなどして実施しているものがある。

特に厚生労働省の施設等機関においては、医療分野等における専門能力を有するこ

とから、JICAから委託を受けて、研修業務を実施しているものが相当数ある。これ

らのうち、国立保健医療科学院、国立身体障害者リハビリテーションセンター及び国

立感染症研究所において支払を受けた委託費を国庫に納付せず、別途経理している事

態が見受けられた（前掲不当事項 221ページ参照）。

イ 5省所管の技術協力の実施体制

5省又は独立行政法人は、技術協力を実施するに当たり、自ら直接事業を執行したり

（以下「直轄事業」という。）、独立行政法人、公益法人、企業等の団体等と契約を締結し

て、研修生の受入れ、専門家の派遣、調査研究の実施等の業務を委託し又は請け負わせ

たり、これらの団体等に補助金を交付したりして事業を実施したり（以下、委託、請負

及び補助を総称して「委託・補助等」という。）している。

ウ 5省又は独立行政法人における直轄事業の実施状況

直轄事業の執行について、不要不急の物品を購入していたり（厚生労働省（国立感染症

研究所）、ODAとは直接関係のない業務に ODA事業予算を使用していたり（厚生労働

省（国立感染症研究所）、農林水産省、国土交通省）、競争契約が可能であるのに随意契

約により契約を締結していたり（厚生労働省（国立国際医療センター））、独立行政法人の

海外事務所における金銭の出納及び保管並びに契約に関する会計経理が会計規程にのっ

とって行われていなかったり（独立行政法人日本学生支援機構（以下「学生支援機構」とい

う。））する事態が見受けられた。

エ 委託・補助等による事業の実施状況及び委託・補助等の相手方となっている団体等の

状況

� 事業の委託・補助等の状況

5省から委託・補助等を受けて技術協力を実施している団体等をその種類別にみる
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と、独立行政法人等 23団体、委託・補助等の金額 136億 1761万余円（全体金額の

45.1％）、公益法人等 61団体、124億 8475万余円（同 41.4％）、株式会社その他 274団

体等、40億 3089万余円（同 13.3％）となっており、独立行政法人等及び公益法人等が

多くなっていた。さらに、省別に金額の多い 5者をみると、各省とも、上位 5者はす

べて公益法人等、独立行政法人等及び学校法人となっており、株式会社、個人等は上

位にはなかった。

また、学生支援機構又は独立行政法人日本貿易振興機構（15年 10月 1日以前は日

本貿易振興会。以下「ジェトロ」という。）から ODA運営費交付金を財源として委託・

補助等を受けて技術協力を実施している団体等は、公益法人等が 2団体、 6億 4909

万余円（全体金額の 41.2％）、株式会社その他が 48団体等、 9億 2337万余円（同

58.7％）となっており、株式会社その他の割合が高くなっていた。

� 委託・補助等の相手方の決定

a 委託・請負契約に係る契約の相手方の決定

� 委託・請負契約に係る契約の方式

5省は、「公共調達の適正化について」（平成 18年 8月 25日財務大臣から各省各庁

の長あて通知）等を受けて、「随意契約見直し計画」を定めるなどして、競争性のな

い随意契約（以下「従来型随契」という。）の一般競争入札又は企画競争若しくは公

募への移行、随意契約における再委託の適正化等に努めることとしている。

5省の技術協力に係る契約について、その契約方式をみると、17年度から 19

年度で、従来型随契は、件数では 17年度 179件から 19年度 51件（全体の 73.6％

から 25.6％）、金額では 123億 1389万余円から 40億 7658万余円（同 91.1％から

40.5％）と減少し、一方、競争契約は 1件から 54件（同 0.4％から 27.1％）、 1億

5015万円から 21億 7230万余円（同 1.1％から 21.6％）、企画競争を行った上での

随意契約（以下「企画随契」という。）は、63件から 86件（同 25.9％から 43.2％）、

10億 4288万余円から 36億 8218万余円（同 7.7％から 36.6％）などと増加してお

り、従来型随契から競争契約、企画随契等に切替えが進められている。

これを契約主体である省（本省）、外局等の別にみると、文部科学省、農林水産

省、水産庁、林野庁、気象庁及び国土地理院の 6機関は、19年度に従来型随契

を全く行っておらず、文化庁、厚生労働省、経済産業省、資源エネルギー庁及び

国土交通省の 5機関は、計 51件（対 17年度比 34.4％）、40億 7658万余円（同

34.4％）を従来型随契で契約していた。

また、学生支援機構及びジェトロについては、従来型随契は、件数で 17年度

25件から 19年度 12件（全体の 48.0％から 17.9％）、金額で 17億 2888万余円か

ら 5億 5431万余円（同 88.3％から 44.4％）と減少しており、一方、競争契約は 26

件から 41件（同 50.0％から 61.1％）、 2億 1957万余円から 6億 0473万余円（同

11.2％から 48.5％）、企画随契は 0件から 10件、 0円から 6616万余円と増加し

ていた。

そして、 5省並びに学生支援機構及びジェトロの合計では、従来型随契は、件

数で 17年度 204件から 19年度 63件（全体の 69.1％から 23.6％）、金額で 140億

4277万余円から 46億 3090万余円（同 90.8％から 41.0％）と減少していた。
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� 随意契約の理由の妥当性等

個々の契約について、随意契約とする理由の妥当性に疑義があったり（経済産

業省（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）、学生支援機構（財団

法人日本国際教育支援協会））、事業費の相当部分が再委託されていたり（厚生労

働省（社団法人国際厚生事業団））する事態が見受けられた。また、上記の学生支

援機構の契約については、契約の相手方である上記の協会が業務の実態に沿わな

い見積書を提出していた。

� 実質的な競争性の確保の必要性

前記�のように、 5省等は、それぞれ随意契約の見直し、競争性の導入等に取

り組んでいるところである。しかし、各省における競争契約について、 1者から

しか入札がなかったものは、17年度は競争契約全体の 0％（0件）、18年度

50.0％（ 2件）、19年度 70.3％（38件）となっていた。また、企画随契について、

1者からしか企画書の提出等がなかったものは、17年度は企画随契全体の

23.8％（15件）、18年度 49.5％（55件）、19年度 61.6％（53件）となっていた。さら

に、公募の結果 1者からしか応募がなかった場合に行われる随意契約（以下「公募

随契」という。）は、17年度はなく、18年度 1件、19年度 3件となっていた。

これを契約主体別にみると、国土交通省については、企画随契において 1者か

らしか応募がなかったものが各年度 85.7％から 96.4％と多くなっており、ま

た、少数ではあるものの、水産庁及び国土地理院については、企画随契のすべて

について 1者からしか応募がなかった。さらに、競争契約についても、少数では

あるものの、文部科学省及び資源エネルギー庁については、すべて 1者からしか

入札がなかった。

また、学生支援機構及びジェトロについては、競争契約について 1者からしか

入札がなかったものは、17年度は競争契約全体の 3.8％（ 1件）、18年度 20.5％

（ 8件）、19年度 19.5％（ 8件）となっていた。また、企画随契について 1者から

しか応募がなかったものは 19年度の企画随契全体の 30.0％（ 3件）となっており

（17年度は企画随契を実施していない。）、公募随契は 18年度の 1件だけであっ

た。

このように契約方式としては、競争契約等への切替えが進められているもの

の、実際には 1者からしか応札・応募がないものの比率等も増加している状況と

なっていた。

また、個々の契約について、公募を行っているものの、その際に実質的に競争

性を阻害するような条件を付していた事態が見受けられた（文部科学省（文化庁）

（財団法人ユネスコ・アジア文化センター））。さらに、当該契約については、不

確定要素が多いのに確定契約としており、契約金額と実績額にか
�

い
�

離が生じてい

た（前掲本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 211ページ参

照）。

b 補助金に係る交付の相手方の決定

� 補助金交付の相手方の特定の状況

5省の技術協力に係る補助事業について、補助金の交付相手方の決定方法をみ
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ると、特定の団体が実施する特定の事業に対して補助金を交付するとして、特定

の団体名を補助金交付の根拠となる補助金交付要綱等（以下「交付要綱等」とい

う。）に明記していて、補助金交付の相手方があらかじめ特定の団体に限定されて

いる事業は、事業数では 17年度 51件から 19年度 37件（全体の 89.4％から

60.6％）、補助金額では 17年度 163億 4472万余円から 19年度 154億 8535万余

円（同 82.1％から 77.0％）と減少し、一方、交付の相手方が限定されていない事

業は、 6件から 24件（同 10.5％から 39.3％）、35億 5283万余円から 46億 0891

万余円（同 17.8％から 22.9％）と増加していた。

このように、補助金交付の相手方が特定の団体に限定されていない事業の割合

は、件数、金額ともに増加してきているものの、補助金額では、依然として多く

の補助事業が相手方を特定の団体に限定しており、補助金の交付決定権者である

省（本省）及び外局の別にみると、厚生労働省及び国土交通省は、19年度におい

てもすべての補助事業について相手方を特定の団体に限定していた。

補助金交付の相手方が特定の団体に限定されている事業について、その相手方

をみると、公益法人等が相手方とされているものが件数で各年度 34件から 49件

（相手方が限定されている事業の 91.8％から 96.0％）、補助金額で 92億 0117万

余円から 97億 8426万余円（同 59.4％から 59.8％。ただし、相手方が限定されて

いる事業の中には、文部科学省が日本私立学校振興・共済事業団（以下「私学事業

団」という。）に補助金を交付して、私学事業団から多数の学校法人に補助金を交

付しているものが含まれており、これを除くと 88.0％から 89.8％となる。）と

なっていた。そして、19年度では厚生労働省、農林水産省、水産庁及び国土交

通省は、すべての相手方が公益法人等となっていた。

なお、学生支援機構は、各年度 1件のみ補助事業を実施しており、従来、補助

金交付の相手方を限定していない。また、ジェトロは補助事業を実施していな

い。

� 補助金交付の相手方を特定の団体に限定している理由の妥当性等

交付要綱等において補助金交付の相手方をあらかじめ特定の団体に限定してい

るものの中には、法令等において当該事業を実施する者が当該団体に限定されて

いるなど、そのような限定が当然である場合もある。

しかし、検査したところ、 5省は、真に当該事業を実施することができるのが

当該団体しかないかどうか、あるいは、当該団体が最もよく当該事業を実施する

ことができるのかどうかについて、公募を行うことなどによって確認しているわ

けではなく、客観的に証明するに足る資料等があるとは言い難い場合が多く見受

けられた。そして、なかには、交付要綱で補助金の交付相手方を特定しているの

に、実際には一部の事業について別の団体に委託して実施している事態が見受け

られた（農林水産省（社団法人国際農林業協力・交流協会（19年 4月以降は社団法

人国際農林業協働協会）））。

一方、一部の省庁は、従来は交付要綱等において特定の団体を指定していた

が、同種の活動を実施する意欲と能力のある団体等がほかにないとは必ずしも予

断できないとして、あらかじめ特定の団体に限定することなく、当該補助事業を
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実施しようとする者であれば広く補助申請を受け付け、各団体等の申請内容を審

査した上で補助金交付先を決定することにしている。

� 委託・補助等の相手方となっている公益法人等の状況

前記のとおり、 5省所管の技術協力事業は、公益法人等を委託・補助等の相手方と

しているものが多い。

そこで、これらのうち 18年度において 5省等から直接一定金額以上の委託・補助

等を受けている公益法人等計 63団体について、各省等に調書の提出を依頼するとと

もに、他の年度に委託・補助等を受けている団体や間接補助を受けている団体も含め

て、金額の大きいものなど主要な 33団体について会計実地検査を実施して、国等か

らの委託費・補助金等が当該団体の事業に占める割合、再就職者
（注）

の在籍状況等につい

て調査した。

（注） 再就職者 委託・補助等を行った省等に常勤の職員として職務に従事した者で、国家公

務員等を退職して、委託・補助等の相手方となっている公益法人等に再就職した者を

いい、人事交流による出向等は含まない。

a 国等からの委託・補助事業等が当該団体の事業に占める割合

5省等からの技術協力に係る委託費・補助金等が当該公益法人等の収入額全体に

占める割合（18年度）が 50％以上となっているのは上記の 63団体のうち 4団体と

なっていた。なお、これには技術協力以外の事業に係る委託費・補助金等や 5省等

以外の省等からの委託費・補助金等は含んでいないので、国等からの委託費・補助

金等全体が収入額に占める割合はこれより高い場合がある。

公益法人等の中には、元々、国又は独立行政法人からの委託・補助事業等の実施

主体となることを主目的として設立された団体もあり、国等からの委託・補助事業

等のほかには特段の事業を実施していない団体も見受けられた。

そして、補助対象経費の定め方が、補助事業を実施するために必要な経費のうち

所管大臣が認めた経費というように抽象的な規定にとどまっていて、具体的にどの

ような経費は補助対象として認められ、どのような経費は認められないのかなどの

区分が明確でなく、運用によっては、当該団体の運営に要する経費全体のうち自己

収入で賄えない部分はすべて補助金で賄う（いわゆる収支差補助）ことになる可能性

がある事態が見受けられた（文部科学省（財団法人ユネスコ・アジア文化セン

ター））。

また、団体独自の事業がほとんどなく、役職員も他の団体の役職員が兼務してい

るなど、団体の活動実態からして、当該団体を補助金の交付先としていることの必

要性・妥当性について疑義がある事態が見受けられた（文部科学省（ユネスコ・文化

交流協会））。

b 再就職者の在籍状況

前記の 63団体のうち、19年 4月 1日時点において 5省等からの再就職者が役員

又は職員として在籍している公益法人等は 56団体となっていた。なお、学生支援

機構及びジェトロからの再就職者はいなかった。

上記のうち 50団体については、再就職者が常勤の役員又は職員として在籍して

おり、再就職者の人数は常勤役員 99名、常勤職員 196名の計 295名となってい
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た。そして、これらのうち 6団体については、10名以上の再就職者が常勤の役員

又は職員として在籍していた。

なお、これらには 5省等以外の省等からの再就職者は含んでいないので、国等全

体からの再就職者数はこれより多い場合がある。

� 委託又は補助の相手方となっている団体等における会計経理の状況

委託又は補助の相手方となっている団体等における会計経理の状況について、補助

事業の実施期間中に使用されない多量の切手等を年度末に購入していたり（文部科学

省（財団法人ユネスコ・アジア文化センター）。前掲不当事項 193ページ参照）、補助

金以外の収入で経費を十分賄うことができる事業を補助対象としていたり（文部科学

省（財団法人日本語教育振興協会）。前掲本院の指摘に基づき当局において改善の処置

を講じた事項 209ページ参照）、補助事業に要する経費を適切に算定していなかった

り（農林水産省（水産庁）（社団法人海外水産コンサルタンツ協会）。前掲不当事項 435

ページ参照）する事態が見受けられた。

また、上記以外にも、関係資料等により把握できた範囲では、結果的に必ずしも委

託費・補助金額が過大になっているものではなかったものの、各事業に係る人件費の

算定について、勤務実績表等がないなど業務に従事した日数又は時間数を実績に基づ

いて算定していなかったり、業務に従事した職員の人件費単価を実績に基づいて算定

していなかったりなどする事態が多くの団体において見受けられた（厚生労働省（社団

法人国際厚生事業団、財団法人日本経団連国際協力センター、財団法人国際労働財

団）、農林水産省（社団法人国際農林業協働協会、社団法人海外水産コンサルタンツ協

会、社団法人国際農業者交流協会）、経済産業省（財団法人海外技術者研修協会）、国

土交通省（社団法人海外運輸協力協会、社団法人国際建設技術協会、社団法人海外建

設協会、財団法人国際研修協力機構））。

さらに、個人（研究者）が受託者となっている研究事業について、業者から架空の納

品書、請求書等を提出させて、委託費を別途経理している事態が見受けられた（厚生

労働省（国立国際医療センター））。

� 5省所管の技術協力に係る援助の効果

ア 被援助国側の需要の把握

技術協力等の援助が効果を上げるためには、被援助国側の需要を的確に把握して、そ

の需要に適合した事業を実施することが必要である。

5省所管の技術協力は、JICAに委託するなどして実施する場合を除き、国家間の公

文書による国際約束に基づくのではなく、当該府省庁やその受託者・補助事業者等とな

る団体と相手国側における関係機関等との間での覚書や募集書・申請書に基づいて実施

されたり、特段の書面等の交換なしに実施されたりしている。覚書等が取り交わされて

いる場合には、相手国側の需要について、ある程度正式な確認が行われていると考えら

れるが、何らの文書も取り交わすことなく事業を実施しているものも見受けられた。

イ 技術協力の事業の種別ごとの援助の効果

5省所管の技術協力には、国費外国人留学生（以下「国費留学生」という。）や研修生の

受入れ、専門家の派遣、資機材の供与、調査研究等様々な内容・形態のものがある。こ

れらについて、事業種別ごとにその状況を示すとともに、それらについての援助の効果

を示すと、次のとおりである。
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� 留学生の受入事業等

a 留学生の受入事業等の概要

留学生の受入事業等は 5省等のうち文部科学省及び学生支援機構並びに厚生労働

省において実施されており、その大部分は文部科学省において実施されている。

このうち国費留学生の受入事業等については、主として文部科学省が、学生支援

機構、留学生の所属先となる各学校等と連携を図りながら実施している。各学校等

は国費留学生から授業料等を徴収しないほか、文部科学省は、各国費留学生に対し

て、渡航費に加えて、留学生給与として、原則として毎月、所定の額を学生支援機

構を通じて支給するなどしている。なお、国費留学生の募集・選考事務の一部や帰

国後のフォローアップ等は、外務省の在外公館において実施されている。

また、文部科学省は、国費留学生及び私費外国人留学生（以下「私費留学生」とい

う。）が在籍する大学等を設置する学校法人等に対する支援として、留学生数等に応

じ私学事業団を通じて補助金（私立大学等経常費補助金）を交付するなどしている。

さらに、学生支援機構は、私費留学生の一部に対して学習奨励費を給付したり、

医療費の一部を補助したりするほか、留学生宿舎を自ら設置して提供したり、学校

法人等が留学生宿舎を設置する際に補助金を交付したりするなどの支援を行ってい

る。

b 文部科学省所管の国費留学生の国別の配分

上記の各施策のうち国費留学生は最も手厚い支援を受けている。

そして、国費留学生のうち大きな部分を占めている研究留学生（大学院レベル）に

ついて、国ごとの採用枠、応募者数、採用者数の関係を調査したところ、国費留学

生の採用者数が採用枠を下回っている国がある一方、応募者数が採用枠を上回って

いて、国費留学生を採用枠一杯に採用している国もある状況であった。それにもか

かわらず、国別の採用枠は固定化していて、留学生の動向や外交上の要請に必ずし

も機動的に対応できていない状況であった。

これについて、文部科学省は、採用枠の急激な削減は相手国から我が国の外交姿

勢の変化と捉えられる可能性もあり、慎重に対応すべきであるとしつつ、戦略的・

機動的に運用する特別枠を順次設定していくとしている。

c 文部科学省所管の留学生の受入事業等に係る援助の効果

� 学位の取得状況

学位の取得状況について調査したところ、大学院レベルでの国費留学生の標準

修業年限での学位取得率は留学生全体の取得率を上回っていた。

� 開発途上国以外の国からの留学生

前記のとおり、国費留学生等は、開発途上国以外の先進国等からの留学生も対

象にしている。そして、このような開発途上国以外の国からの国費留学生は国費

留学生全体の 23.7％を占めている。また、私費留学生に対する学習奨励費につ

いても、開発途上国以外の国からの留学生が学習奨励費給付対象者全体の 20.8％

を占めている。開発途上国以外の国からの留学生に対する支援については、開発

途上国からの留学生が我が国において開発途上国以外の国からの留学生と交流を

図ることができるという意義・効果は認められるものの、ODAの技術協力とい
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う点からは、直接 ODAとしての効果が認められるかは疑義があると考えられ

る。

� 留学後の留学生の状況

留学生が留学を終えるに当たって、我が国に対してどのような認識や印象を抱

くことになったかなどにつき統一的なアンケート調査等は実施されていなかっ

た。

� 支援の実施が適切でないなどのもの

個々の援助の実施について、在留期限が切れ、不法在留状態になっている者等

に留学生給与を支給していたり（文部科学省）、誤った留学生数に基づいて補助金

の額を算定していたり（私学事業団（学校法人早稲田大学）。前掲不当事項 754

ページ参照）する事態が見受けられた。

d 厚生労働省所管の留学生受入事業

厚生労働省が実施している留学生受入事業は、開発途上国における職業訓練指導

員の養成確保への協力として、国が設置して、独立行政法人雇用・能力開発機構が

運営している職業能力開発総合大学校に開発途上国からの留学生を受け入れるもの

である。その応募資格は、卒業後、募集対象国において、職業訓練指導員又は職業

能力開発に携わる者として勤務する者として同国政府により推薦を受けた者等とさ

れているが、卒業後、職業訓練指導員等となっていない者も見受けられた。

� 研修生の受入事業

a 研修生受入事業の概要

5省及びジェトロは、自ら又は他の団体に委託、補助するなどして技術協力とし

て研修事業を実施している。この研修事業には、外国人の研修生を我が国に受け入

れて研修を実施する研修生受入事業、我が国から講師を派遣するなどして開発途上

国等において研修を実施する海外研修事業及び日本人であって外国に専門家等とし

て派遣される者等を対象に研修を実施する派遣専門家研修事業があり、研修生受入

事業がその大半を占めている。

そして、 5省所管の研修生受入事業は、JICAの研修とは異なり、商品を生産し

若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより

技術、技能又は知識を修得する研修である実務研修を含む研修があることが大きな

特徴である。

b 研修生受入事業に係る援助の効果

研修生の選定については、研修生派遣国の省庁等の国・地方の機関、委託先又は

補助先の関連団体又はそれ以外の民間会社等何らかの組織に属している者を対象と

して研修生を選定している研修が 7割強を占めていた。

また、選定して受け入れられた研修生が結果的にどのような組織等（派遣元）に所

属している者となっているかについてみると、民間会社を派遣元としている研修生

が全研修生の 8割強を占めていた。

これらについて、研修生及び受入企業の選定が偏っているため、研修の効果の及

ぶ範囲が限定的となっている事態が見受けられた（厚生労働省（財団法人日本 ILO

協会））。
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5省所管の研修生受入事業は、原則として、開発途上国から研修生を受け入れる

ものであり、開発途上国以外の国の者からも参加希望がある場合には、渡航費、滞

在費等は相手国側の負担とするなど、ODA事業予算を開発途上国以外の国の者に

使用しないよう配慮している例が多く見受けられた。しかし、一部には、開発途上

国以外の国の者を研修生として選定して、その経費を ODA事業予算により負担し

ているものが見受けられた。

5省所管の研修生受入事業においては、研修生の途中帰国者及び失そう者が、

18、19両年度計 58人（途中帰国者等が発生した事業の研修生の 0.5％）発生してい

た（厚生労働省、農林水産省、経済産業省）。

技術協力としての研修生受入事業は、当該研修生自身の技能、知識等の向上を

もって終わりとするのではなく、技能、知識等が同人を通じて母国の政府や事業者

に伝播され活用されることを目的としている。

その前提となる研修終了後の研修生の状況の把握は、18、19両年度に行われた

100研修のうち、約半数の 48研修で行われていたものの、これらは 1研修当たり

の研修生の人数が少ないものが多く、研修生数でみると、研修終了後の状況を把握

していた研修に係る研修生数の比率は 9.8％にとどまっていた。

なお、このように研修終了後の状況が把握されている研修生数は限られている

が、それらの者についてみると、そのうち 8割から 9割の者は研修に関連した業務

に従事していた。

個々の事業についてみると、研修終了後の研修生の状況の把握が十分でなく、研

修の効果が発現しているかどうかの確認が十分でない事態が見受けられた（国土交

通省（財団法人日本船員福利雇用促進センター））。

c 外国人研修・技能実習制度

� 外国人研修・技能実習制度の概要

外国人研修・技能実習制度は、まず研修生として一定期間の研修を実施（以

下、この期間を「研修期間」という。）した後、研修成果等の評価を行い、一定の水

準に達したことなどの要件を満たした場合、引き続き我が国にとどまり、技能実

習生として雇用関係の下で技術、技能等を修得する（以下、この期間を「技能実習

期間」という。）ことができる制度である。その期間は、研修期間と技能実習期間

とを合わせて最長 3年間とされている。

研修期間が終了して技能実習制度に移行するに当たっては、当該研修生につい

て、研修成果が一定水準以上に達して、在留状況が良好と認められるなど、研修

成果、在留状況及び技能実習計画の評価について所定の要件を満たすことなどが

必要とされている。

� 外国人研修・技能実習制度に係る国の支援

厚生労働省は、外国人研修・技能実習制度に関して、研修生・技能実習生や受

入企業及び受入団体（以下「受入企業等」という。）等に対する直接の助成は行って

いないが、受入企業等に対する巡回指導、研修指導員の養成、修得技能の認定の

促進等技能実習制度の適正かつ円滑な推進に向けて必要な措置を行うことを内容

とする技能実習制度推進事業を、毎年度、財団法人国際研修協力機構に委託して

実施している。
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また、国土交通省は、建設分野における外国人研修・技能実習に関して、一部

の受入機関に補助金を交付している。

� 技能実習制度推進事業に係る援助の効果

� 技能等の修得状況

研修から技能実習に移行する際には、一定水準以上の技能等を修得している

ことが必要とされることから、技能等の修得状況の評価が行われている。一

方、技能実習に移行した後の技能実習生の技能の修得状況の評価については、

評価試験の受験率は、技能実習への移行を申請した者（以下「移行申請者」とい

う。）に対する割合で 0.7％から 1.0％（18、19両年度）と低調なものにとどまっ

ていた。

� 巡回指導の対象

受入企業等に対する巡回指導の際、財団法人国際研修協力機構は、技能実習

生を主に確認・指導の対象としており、一部の研修生については、パスポート

の強制管理など明らかに指導すべき点が認められる場合を除き、指導の対象と

はしていない。

しかし、受入企業等の多くは研修生と技能実習生との両方を受け入れてお

り、せっかく企業等を実地訪問して調査確認を行うのであるから、関係行政機

関間での調整・連携を強化するなどして事業の効率的な遂行を図ることが望ま

れる。

� 途中帰国者、失そう者の状況

技能実習生について、18、19両年度における途中帰国者は 18年度 3,296人

（17、18両年度の移行申請者数に対する割合 3.5％）、19年度 5,704人（18、19

両年度の移行申請者に対する割合 5.1％）、失そう者は 18年度 1,668人（同

1.8％）、19年度 2,125人（同 1.9％）となっていた。外国人研修・技能実習制度

は、国等が直接研修等の実施主体となるものではなく、民間主導で研修等が実

施されているものであり、他の研修生受入事業とは、国の関与の度合い、仕組

みなどが異なり、単純に比較することはできないものの、他の研修事業に比べ

て途中帰国・失そうの発生率が高くなっていた。

� 建設分野に係る補助

建設分野の研修生の受入れに対する補助については、補助対象はごく一部に

限られており、助成を続ける意義、必要性等は低下してきていると認められた

（国土交通省（財団法人建設業振興基金））。

� 専門家派遣事業

a 専門家派遣事業の概要

5省所管の技術協力における専門家派遣事業は、派遣相手国における技術者、労

働者等に対して技術指導等を行うために長期又は短期に専門家を派遣するなどのも

のであり、これには専門家派遣を事業の主たる内容として実施しているもののほ

か、研修等ほかの事業に合わせて実施しているものが多くある。

派遣する専門家の選定方法は、関連業界団体の推薦によるものが最も多くなって

いる。また、専門家の選定基準の有無についてみると、選定基準がないものが

19.6％となっており、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省はすべて選定基準が
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無く、一方、学生支援機構及びジェトロはすべて選定基準を定めていた。

b 専門家の派遣に係る援助の効果

専門家派遣を行った場合、実際に指導等を行った専門家自身により指導の実施状

況、成果等について報告書が作成されて、支障がない限り公開することによってそ

の成果を広く利用できるようにすることが望ましい。専門家派遣事業における専門

家による報告書は多くの事業で作成されていたが、全体の 6.0％の事業については

作成されていなかった。

また、派遣された専門家に対する評価を実施することも、当該派遣の効果を確認

するとともに、その後の専門家派遣事業を実施する際の専門家の選定等に役立てる

上で有用であると考えられる。しかし、専門家の指導を受けた者にアンケート調査

を行うなどして派遣された専門家に対する評価を実施していたのは全体の 40.9％

にとどまっていた。

個々の事業についてみると、相手国側の事情による部分が大きいものの、計画ど

おりに事業が進ちょくしていなかったり（経済産業省（ジェトロ））、事業終了後、事

業の一部が自立的に発展していなかったり（農林水産省（水産庁）（財団法人海外漁業

協力財団））する事態が見受けられた。

� 施設、資機材等の建設・調達、供与等

a 施設、資機材等の建設・調達、供与等の概要

5省所管の技術協力としての施設の建設及び資機材等の調達には、施設、実証プ

ラント設備、調査・研究用機器等、車両等がある。これらには、海外で使用するも

のと国内で使用するものとがある。そして、海外で使用するものには我が国の関係

者が海外で使用するものと、相手国側に供与等されるものとがある。

b 施設、資機材等の建設・調達、供与等に係る援助の効果

施設、資機材等の建設・調達、供与等については、前記 2�ウのとおり、ODA

の目的に使用されるものではない研究用機器を ODA事業予算で調達していたもの

（厚生労働省（国立感染症研究所））があったほか、相手国側の事情による部分が大き

いものの、供与した資機材が、供与後に十分利用されていなかったり、故障してい

たりなどしている事態が見受けられた（農林水産省（水産庁）（財団法人海外漁業協力

財団））。

� 調査研究事業

a 調査研究事業の概要

5省所管の技術協力における調査研究事業は、開発途上国等において調査や研究

を実施して、調査の結果を開発途上国等に提示したり、調査等の成果物である報告

書やマニュアル等を国内等で活用したりなどするものである。

調査研究事業には、我が国の無償資金協力等に結び付く案件を発掘・形成するた

めの案件発掘・形成調査が含まれており、これは、他の援助に結び付くことを直接

の目的としている点に特徴がある。

b 調査研究事業に係る援助の効果

� 調査研究事業（案件発掘・形成調査を除く。）

� 調査研究の要望の把握

海外現地調査を実施している調査研究事業について、事業を実施するに当
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たって調査対象国等の要望をどのように把握しているかという点から、調査研

究の対象事業の選定をみると、相手国の関係機関等からの要請又は協定等では

なく、各省等の独自の判断により事業を実施しているものの割合が高くなって

いる。

� 調査報告書等の相手国側等への提供及び公開

調査報告書等を相手国側の関係機関に提供しているものは 34.1％、国際機関

に提供しているものは 9.6％となっていた（ただし、この母数には、国内のみ

で調査を実施しており、調査内容も特定の国に係るものではない事業も含んで

いる。）。調査報告書等を何らかの形で公開しているものは 71.6％、公開してい

ないものは 28.3％となっていた。

ホームページでの公開を行っているかについてみると、調査報告書等の全文

をホームページで公開しているもの 22.8％、要約を公開しているもの 6.0％と

なっていた。ホームページで全く公開していない場合、一般国民にとっては、

特定のテーマについての調査研究が実施され、その報告書が存在することを知

ることも容易ではないので、特段の支障がない限り、少なくとも調査研究の

テーマ及び請求があれば報告書を公開する旨はホームページで公開することが

望まれる。

� 個々の事業の効果

個々の事業について、作成した調査報告書や技術指針の記述・内容が十分と

はいえないものとなっていたり（国土交通省（財団法人国際研修協力機構）、農

林水産省（林野庁）（社団法人海外林業コンサルタンツ協会））、事業の実施に当

たって相手国側の協力が十分に得られていなかったり（農林水産省（林野庁）（財

団法人国際緑化推進センター））、相手国側に技術移転が十分になされているか

などを十分に検証できない状況となっていたり（農林水産省（林野庁）（社団法人

日本森林技術協会）、経済産業省（資源エネルギー庁）（独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構））、システム等の開発内容の一部断念や作成後の公開ま

でに時間を要していたり（農林水産省（財団法人日本水土総合研究所）、農林水

産省（林野庁）（財団法人国際緑化推進センター））、事業を適切かつ効率的に実

施していなかったり（文部科学省（国立大学法人東京大学）、農林水産省（社団法

人海外農業開発コンサルタンツ協会））する事態が見受けられた。

� 案件発掘・形成調査

5省のうち文部科学省以外の 4省は、無償資金協力等に結び付く案件を発掘・

形成することを目的として案件発掘・形成調査を実施している。

10年度から 19年度の 10年間に実施された案件発掘・形成調査に係る案件が

無償資金協力等の我が国の援助として具体化されているかについてみると、相手

国からの正式な援助要請があったものは 27.3％、そのうち、更に交換公文の締結

等がなされて正式な援助に結び付いたものは 21.9％となっていた。そして、正

式な援助に結び付いたものがまだなかったり、低い率にとどまったりしている事

業も見受けられた。
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� その他の事業

厚生労働省において、日本人が立候補した国際機関の選挙や国際保健分野の開発援

助等に関する意見交換のための費用を政府開発援助庁費から支出しているものが見受

けられた。

ウ 援助の効果についての評価の状況

� 評価の実施状況

ODA大綱では、ODAの効果的実施のために必要な事項として、評価の充実が掲

げられており、評価結果をその後の ODA政策の立案及び効率的・効果的な実施に反

映させることがうたわれている。

a 5省

国土交通省以外の 4省は、技術協力事業全般を行政機関が行う政策の評価に関す

る法律（平成 13年法律第 86号。以下「政策評価法」という。）に基づく評価の対象とし

て選定して、評価を実施していた。また、国土交通省は、従来、一部を除き、技術

協力事業を政策評価の対象として選定していなかったが、19年 8月以降、対象と

することとした。

政策評価の対象として技術協力を取り上げている場合、技術協力ないし ODA事

業以外の事業等も含めた包括的な施策を単位として評価を行っており、その施策の

一部として技術協力事業も含まれているというものが最も多くなっているが、「事

務事業」又は「個別事業」を対象として評価を実施しているものも多数見受けられ

た。

また、客観性のある数値目標を設定して評価を行っていたのは評価を実施した

91事業のうち 37事業となっていた。

さらに、文部科学省及び厚生労働省は、政策評価法に基づく評価以外の評価も実

施していた。

b 独立行政法人等（独立行政法人通則法に基づく評価）

ODA運営費交付金を財源として技術協力を実施している学生支援機構及びジェ

トロは、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）に基づ

き、独立行政法人評価委員会等による外部評価を受けている。

c 独立行政法人（通則法に基づく評価以外の評価）及び公益法人等の団体

独立行政法人及び公益法人等の団体については、独立行政法人において通則法の

適用がある場合の評価委員会等による評価を除き、評価の実施を義務付ける法令は

ないことなどから、団体独自の評価を実施していないものも多いが、一部には評価

を実施している団体が見受けられた。

d JICAとの対比

JICAは、プロジェクト単位での評価や継続的な評価を実施しているが、 5省に

おいては、そのような例は必ずしも多くない。このことについて、 5省は、�各省
の実施する技術協力の事業は、JICAが実施するものに比べて金額面でも事業期間

の面でも規模が小さいものが多いこと、�評価の実施に充てることのできる人的・
財政的な資源に限りがあることなどによるとしている。

実際、JICAも、小規模案件については簡易型の評価によるとしていたり、協力
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期間が 3年未満の案件については中間評価は実施しないとしたりしているところで

ある。

このように、 5省の場合と JICAの場合とで事情が異なるところはあるが、JICA

は ODA事業の評価について以前からの取組実績を有していることから、各省等が

技術協力の評価を実施するに当たっては、JICAの知見等も活用して充実したもの

となるよう努めることが望まれる。

� 評価結果の公開状況

5省が政策評価法に基づいて実施した評価及び独立行政法人が通則法に基づいて受

けた評価委員会等による評価の結果については、それぞれの法律に基づき公開されて

いた。

一方、文部科学省及び厚生労働省が実施している政策評価法に基づく評価以外の評

価については、厚生労働省は、内部評価の結果については公開していたが、外部評価

の結果については公開していなかった。また、文部科学省は、評価（外部評価）の結果

を公開していなかった。

また、独立行政法人及び公益法人等の団体が実施した評価（通則法に基づく評価以

外の評価）のうち内部評価については、団体数でみると公開していないものが 69.2％

となっていた。

� 実施した個々の評価の内容

実施した個々の評価の内容について、評価指標としたアンケート調査における選択

肢等が前年度と変更されているのに、そのことを明確に説明しておらず、評価結果に

ついて誤解を生じさせるおそれがあったり、特別会計を財源として実施している事業

について、特別会計の設置目的の面からの評価についてより分かりやすい評価指標と

することが必要であったりする事態が見受けられた（厚生労働省）。

3 検査の結果に対する所見

� 検査の結果の概要

本院は、 5省に関する ODAにつき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効

果について、参議院から検査の要請を受けて検査を実施した。検査に当たっては、正確

性、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、事業全般の状況を把握するととも

に、援助の実施に係る契約その他の会計経理は適切に処理されているか、委託・補助等に

より事業を実施している場合、その相手方は適正に決定されているか、委託・補助等の相

手方において当該事業に係る会計経理は適正に処理されているか、事業は計画どおりに進

ちょくし、対象となる技術は目的どおり相手国側に移転されているか、移転された技術や

供与された資機材等は相手国側において計画どおり十分に利用されているか、事業の効果

等は適切に評価され、その結果は公開されているかなどに着眼して 5省及び 56団体（独立

行政法人等 17（独立行政法人 10、国立大学法人 6、事業団 1）、学校法人 6、公益法人等

33（公益法人 30、その他の団体 3））において会計実地検査を行った。

検査の結果は、次のとおりである。なお、表 3のとおり、上記の 33公益法人等のうち

22法人等は、競争性のない随意契約又は相手方を特定した補助の対象とされるなどして

いるもの（法令等により相手方が特定される場合を除く。）であり、また、33法人等のうち

23法人等について、会計経理又は事業の実施に関して何らかの問題が見受けられた。
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ア ODA事業予算の取扱い、DAC報告との関係等

ODA事業予算に対応する決算額が把握できないものが見受けられた。

また、開発途上国以外の国等に係るものであるなどのため DAC報告に含められてい

ない経費を ODA事業予算から支出しているものや DAC報告に含めることが可能であ

るのに含められていないものが見受けられた。

イ 技術協力の実施状況

� 府省庁間の連携、調整等について、各省は、公式・非公式を含む各種の会議の場等

で連携、調整等を図っているとしている。ただし、情報共有・連携のために提供され

ている情報システムについて、必ずしも積極的に利用されていない状況が見受けられ

た。また、JICAからの受託事業に係る委託費を別途に経理しているものが見受けら

れた。

� 事業の実施について、国の機関において、不要不急の物品を購入したり、ODAと

は直接関係のない業務に ODA事業予算を使用したり、契約を分割して随意契約で契

約したりしているものや、独立行政法人の海外事務所における経理が会計規程にのっ

とって行われていないものが見受けられた。

� 5省所管の技術協力は、委託・補助等により独立行政法人等又は公益法人等の団体

が実施主体となって事業を行っているものが独立行政法人等で 45.1％、公益法人等で

41.4％、計 86.6％（18年度事業費比）となっており、多くの事業が独立行政法人等又は

公益法人等の団体によって実施されていた。

a 委託・請負の契約に当たっては、随意契約（競争性のないもの）の占める比率が

17年度には件数比で 73.6％であったものが 19年度には 25.6％、金額比で 91.1％

から 40.5％と低下してきており、全般的には競争性の導入への取組が図られつつ

あった。

しかし、競争契約又は企画随契に移行するなどしていても応札者・応募者が 1者

のみにとどまっているものが、19年度で競争契約で 70.3％、企画随契で 61.6％存

在した。

また、随意契約とする理由の妥当性に疑義があったり、随意契約により特定の相

手方に委託していながら事業費の相当部分が第三者に再委託されていたり、契約方

法を見直しているものの、その際に実質的に競争性を阻害するような条件を付して

いたりするものが見受けられた。

b 補助金については、補助金の交付要綱等であらかじめ特定の団体を補助金の交付

の相手方として特定しているものの占める比率が 17年度には件数比で 89.4％で

あったものが 19年度には 60.6％、金額比で 82.1％から 77.0％となっており、一部

見直しが図られつつあった。しかし、これらの中には、交付要綱等で補助金の交付

の相手方を特定しているのに、実際には一部の事業について第三者に委託して実施

されているものが見受けられた。

� 委託・補助等を受け事業を実施している公益法人等の団体の状況については、補助

対象経費の範囲が明確でなかったり、団体独自の事業がほとんどなく、団体の活動実

態からして、当該団体を補助金交付の相手方としていることに疑義があったりするも

のが見受けられた。なお、調査した 63公益法人等のうち、委託・補助等を行ってい
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る省等の出身者が常勤役職員として再就職しているものは 50団体となっていた。

団体における会計経理の状況については、補助事業に使用されない物品を購入した

り、補助事業に関して十分な収入があって補助の必要がないのに補助対象とされてい

たり、補助事業に要する経費を適切に算定していなかったり、その他委託費や補助金

の対象とされる人件費を明確に区分して算定していなかったりなどしているものが見

受けられた。また、不確定要素が大きい事業について確定契約としたため、実績とか
�

い
�

離が生じているものが見受けられた。

さらに、委託を受けた個人において、委託費を別途に経理している事態が見受けら

れた。

ウ 技術協力に係る援助の効果

� 被援助国の需要の把握について、 5省所管の技術協力は、JICAとは異なり、正式

な公文書での要請なしに事業を行うものであるが、なかには、覚書その他特段の書面

等の交換なしに事業を実施しているものが見受けられた。

� 事業の種別ごとの援助の効果

a 留学生の受入事業等

国費留学生について、学位の取得率は大学院レベルでは留学生全体の平均を上

回っている。一方、開発途上国以外の先進国等の出身者も国費留学生等として採用

されており、これらについて直接 ODAとしての効果が認められるかについては疑

義がある。また、留学生が我が国に対してどのような認識や印象を抱いて帰国して

いるかについては、統一的な調査・把握はされていなかった。さらに、個々の留学

生に対する支援等において、不法在留状態の者、国外滞在中の者等に留学生給与を

支給していたり、誤った留学生数に基づいて補助金を交付していたりしているもの

が見受けられた。

職業能力開発総合大学校に受け入れている留学生については、卒業後職業訓練指

導員等となることが採用条件とされているのに、職業訓練指導員等となっていない

者も見受けられた。

b 研修生の受入事業

研修生の多くは自国等において民間会社に所属している者となっている。そし

て、研修生及び受入企業の選定が特定の企業グループに偏っているため、研修の効

果の及ぶ範囲が限定的となっているものが見受けられた。また、比較的少数ではあ

るが、開発途上国以外の国の出身者も研修生として受け入れているものがあった。

さらに、一部ではあるが、研修期間中に途中帰国・失そうが発生していたり、研修

終了後の研修生の状況の把握が十分でなく研修の効果が発現しているかどうかの確

認が十分でなかったりするものが見受けられた。

外国人研修・技能実習制度については、一部を除き、国が委託・補助等により直

接研修を実施するのではなく、民間が主体となって実施されており、国は委託によ

りその事業の指導を行うなどしているにとどまっている。このため、他の研修生受

入事業と単純に比較することはできないものの、実習に移行した後の技能検定等の

受験率が低調にとどまっていたり、受入企業への巡回指導の際の確認対象を技能実

習生のみとして研修生を対象としていない場合があったりしていた。また、同制度
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においては、他の研修事業に比べ途中帰国・失そうの発生率が高くなっていた。さ

らに、同制度中の建設分野に係る補助については、補助対象は全体のごく一部に限

られており、助成を続ける意義、必要性等は低下してきていると認められた。

c 専門家派遣事業

専門家派遣事業については、派遣する専門家の選定基準がないもの、派遣された

専門家による報告書が作成されていないもの、派遣された専門家に対する評価を

行っていないものなどが見受けられた。また、相手国側の事情による部分が大きい

ものの、事業が計画どおりに進ちょくしていないものや、事業終了後に指導対象と

した事業の一部が自立的に発展していないものが見受けられた。

d 施設、資機材等の調達・供与等

相手国側に供与した資機材等について、相手国側の事情による部分が大きいもの

の、供与後に十分利用されていなかったり、故障していたりなどしているものが見

受けられた。

e 調査研究事業

調査研究事業を実施するに当たっては、相手国側からの要請等でなく、各省等の

独自の判断によっているものが相対的に多くなっていた。調査研究に係る報告書は

何らかの形で公開されているものが多かったが、ホームページで報告書の全部又は

一部が公開されているものは 3割未満となっており、ホームページ上では報告書が

存在することすら容易には知ることができない状態のものも見受けられた。

個々の事業についてみると、作成した調査報告書や技術指針の記述・内容が十分

とは言えないものとなっていたり、事業の実施に当たって相手国側の協力が十分に

得られていなかったり、相手国側に技術移転が十分になされているかなどを十分に

検証できない状況となっていたり、システム等の開発内容の一部断念や作成後の公

開までに時間を要していたり、事業を適切かつ効率的に実施していなかったりする

ものが見受けられた。

無償資金協力等の他の援助に結び付く案件を発掘・形成するための調査につい

て、10年度から 19年度の 10年間に実施されたもののうち、相手国から我が国に

正式な援助要請があったものは 27.3％、そのうち正式な援助に結び付いたものは

21.9％となっていた。

� 援助の効果についての評価の状況

5省は政策評価法に基づく評価の一環として、技術協力についても評価対象として

いる場合が多い。評価の時期・段階としては、事業の終了時又は事後に評価を実施し

ているものが多かった。なお、一部の省は、政策評価法に基づく評価以外の評価も実

施していた。また、独立行政法人等は、技術協力事業について、通則法に基づく外部

評価を受けるほか、独自の評価も実施しているものもあった。一方、委託・補助等を

受けて事業を実施する団体については、法令上、評価の実施は義務付けられておら

ず、評価を実施していない場合が多いが、一部には評価を実施しているものがあっ

た。

評価結果の公開については、法律に基づく評価の場合はすべて公開されていたが、

それ以外の場合は、内部評価の結果を公開している団体は半数未満であった。
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なお、JICAは、個別のプロジェクトを対象に事前、中間、終了時及び事後と一連

の評価を実施しているが、小規模な案件の場合は簡易型の評価によっている。 5省所

管の技術協力は、金額、事業期間等の面で相対的に小規模なものが多いこともあり、

JICAのようなプロジェクト単位での評価や継続的な評価を実施しているものは必ず

しも多くなかった。

5省等が実施した個々の評価の内容をみると、評価指標としたアンケート調査の選

択肢の内容等を前年度と変えているのに、そのことを明確に表示していないため、誤

解を生じさせるおそれがあったり、特別会計により実施している技術協力事業につい

て、当該特別会計の設置目的の面からの評価が分かりやすいものとなっていなかった

りするものが見受けられた。

� 所見

我が国の ODAは、国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄

の確保に資することを目的として行われるものであり、今後も重要な政策分野として実施

されていくことが見込まれる。一方、我が国の財政は引き続き厳しい状況にあることか

ら、援助の実施に当たっては、より一層経済的、効率的に実施し、援助の効果が上がるよ

うにするとともに、実施した援助については我が国の国際貢献として正当な評価が得られ

ることが望まれる。したがって、 5省においては、外務省等との連携を図りつつ、次のよ

うな点に留意することにより、技術協力の適切な実施及び効果の確保に努める必要があ

る。

ア ODA事業予算の執行状況や予算のうち DAC報告に計上される部分を明確にするこ

とにより、国会における予算・決算等の審議や国民による評価に資するものとする。ま

た、DAC報告に含めることのできるものは遺漏なく報告し、我が国の国際貢献として

正当な評価が得られるようにする。

イ 技術協力の実施に当たっては、

� 引き続き府省庁間の連携、調整等に努め、それぞれの知見を活かしつつ、我が国全

体としての効率的な事業の実施に努める。また、その際には情報システム等を積極的

に活用するとともに、各省と JICAの間での委託により事業を実施する場合は、適切

な経理処理を行う。

� 直轄事業の実施に当たっては、関係法令等に従い、経済的、効率的な執行に努め、

不要不急の調達を行うことなどのないようにする。また、予算執行に当たって ODA

事業予算と ODA以外の予算との区分を明確にし、両者を混こうしたような執行は行

わない。さらに、合理的な理由なく随意契約を行わない。

� 団体等に対する委託・補助等により事業を実施する場合、

a 団体等に対する委託又は請負により事業を実施する場合も、透明性、公平性の向

上を図るなどのため、引き続き競争契約等の拡大に努め、合理的な理由なく随意契

約を行わないようにする。また、契約方法を見直すに当たって実質的に競争性を阻

害するような条件を付さないようにするなどして、複数の者から応札・応募が得ら

れ、競争の実が上がるように努める。

b 団体等の行う事業に補助金を交付して事業を実施する場合についても、同種の事

業を実施できる団体等がほかにないことが客観的に明らかである場合を除き、交付
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要綱等で補助金交付の相手方をあらかじめ特定せず、公募等により広く希望者から

の申請を受け付けることにより、透明性、公平性の向上に努める。

� 委託・補助等に当たっては、補助対象経費の範囲を明確にするとともに、団体の活

動内容を踏まえ適切な団体を交付の相手方とする。

委託・補助事業に使用する物品等の調達が適切に行われるようにする。また、十分

な収入があるなど助成の必要が乏しいものは補助対象から除外するなどする。委託・

補助事業等の経理に当たっては、事業を実施する団体等において、不適切な経理処理

を行わないことはもちろん、人件費をはじめ事業に要した経費を明確に区分して把握

し、その根拠資料を整備しておくようにする。そして、各省等はそれらに基づき的確

な精算、額の確定を行い、経済的、効率的に事業を実施する。

また、各省等は、団体等から見積書を徴する場合、業務の実態を反映したものと

なっているか、その内容を精査及び確認する。さらに、不確定要素が大きい契約につ

いては、精算条項を導入するなどする。

ウ 技術協力の効果が十分なものとなるよう、

� 事業を実施するに当たっては、相手国側の需要を的確に把握して、できる限り文書

によって相互に確認する。また、需要の把握に当たっては、外務省、在外公館、

JICA等の有している知見や情報も活用する。さらに、特に相手国側に費用負担が生

じない場合等については、安易に要請が行われるおそれもあり得ることから、相手国

側からの要請があるからといって、需要の把握が形式的にならないよう注意する。

� 事業の種別ごとにみると、

a 留学生受入事業等については、開発途上国以外の国からの留学生に係る分を明ら

かにするなどして国会の審議や国民の評価に資するようにするとともに、留学生が

我が国に対してどのような認識・印象を抱くに至っているかを把握してその結果を

その後の施策に活用する。また、支援等を実施するに当たっては、留学生の在籍・

在留状況を適切に把握した上で実行する。さらに、留学後特定分野に従事すること

を目的として受け入れる留学生については、その従事割合の向上に一層努める。

b 研修生の受入事業については、研修生や受入企業等が特定の企業グループ等に偏

らず、効果が広く及ぶようにする。また、引き続き途中帰国・失そうの防止に努め

るとともに、研修終了後特定分野に従事することを目的として受け入れる研修生等

については、その進路の状況を把握して事業の効果を検証し、その結果をその後の

施策に活用する。

外国人研修・技能実習制度については、実習移行後の技能検定の受験を促進する

など技能の修得状況の把握に努める。受入企業等に対して実施している巡回指導に

ついては、その効率的な実施に努める。また、途中帰国・失そうの原因を分析して

その防止に努める。さらに、事業が普及して助成の必要性等が低下している場合に

は、助成の在り方について見直す。

c 専門家派遣事業については、派遣する専門家の選定について選定基準を設けるな

ど客観性の確保に努める。また、派遣された専門家による報告書の作成・提出を励

行するとともに、専門家に対する評価を行い、これをその後の事業の実施、専門家

の選定等に活用する。さらに、相手国側の需要や事業を取り巻く状況を十分把握し
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て事業の順調な進ちょくを図るとともに、専門家が帰国した後も指導した事業等が

自立的に発展していけるよう、相手国側の実情に応じた指導の実施に一層努める。

d 資機材の供与については、相手国側の需要や事業を取り巻く状況を十分把握し

て、供与した資機材が有効に利用されるよう、相手国側の実情に応じた事業の実施

に一層努める。

e 調査研究事業については、作成する報告書、技術指針等が調査研究目的に沿った

十分な記述・内容のものとなるよう的確に確認・指示を行う。また、相手国側の事

業実施機関と十分に調整した上で連携のとれた事業の実施に努めたり、相手国側に

対する技術移転が目的どおり十分になされるよう、仕様書等の内容を明確にした

り、技術移転の実施方法の充実に努めたりする。システムの開発に当たっては、無

理のない計画とするとともに、やむを得ず途中で断念する場合はできるだけ早期に

その判断を行う。また、作成した報告書、システム等については速やかに公開して

効果の早期発現を図るとともに、容量の問題でホームページ上への全体の掲載が困

難な場合には、少なくともその件名、概要等の所在情報は掲載して国民の利便に資

するようにする。その他事業の実施に当たっては、十分な計画に基づき適切かつ効

率的な実施に努めるとともに、事業と関係のない支出を行うことなどのないように

する。

案件発掘・形成調査については、引き続き案件に具体化する割合の向上に努め

る。

� 援助の効果の評価については、JICAの知見等も参考にしつつ、積極的に評価を実

施するとともに、法律に基づく評価以外の評価についても可能な限りその結果を公開

する。前年度と評価の方法を変更していて以前の評価との連続性に欠ける場合等はそ

の旨を明確に説明するなど国民の誤解を生じるおそれのないようにする。また、特別

会計により技術協力事業を実施している場合など事業が相手国側に対する援助に加え

他の目的も併せ有する場合にはそちらの側面についても適切に評価を行う。

本院としては、今後とも、技術協力が適切に実施され、援助の効果が十分に上がっている

かについて、多角的な視点から引き続き検査していくこととする。
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表 3 会計実地検査を実施した公益法人等

省 公 益 法 人 等

技術協力に
係 る 委 託
費・補助金
等が当該団
体の収入決
算額に占め
る割合
（％）

再
就
職
者

内
部
留
保

委 託・
補助等
におけ
る契約
方式等

団体に
おける
会計経
理の問
題

事
業
の
実
施
に
お
け
る
問
題

役
職
員（
人
）

う
ち
常
勤
役
職
員（
人
）

随
意
契
約
等

再
委
託
等

対
象
経
費
の
算
定

そ
の
他

文

部

科

学

省

（財）日本国際教育支援協会 5.9 該当なし 〇 〇

ユネスコ・文化交流協会 18.0 2 0 〇

（財）ユネスコ・アジア文化センター 6.3 6 3 〇 〇

（財）日本語教育振興協会 26.8 6 2 〇 〇

社会福祉法人国際視覚障害者援護協会 34.2 該当なし 〇

厚

生

労

働

省

（財）国際研修協力機構 16.4 55 54 〇 〇 〇

（財）国際労働財団 61.8 4 1 〇 〇

（財）日本経団連国際協力センター 64.1 3 2 〇

中央職業能力開発協会 5.8 15 6

（財）日本 ILO協会 28.5 3 1 〇 〇

（社）国際厚生事業団 28.7 5 1 〇 〇

（財）結核予防会 0.1 4 3 〇

農

林

水

産

省

（財）海外漁業協力財団 7.1 11 7 〇 〇

（社）国際農林業協働協会 2.3 9 4 〇 〇 〇

（財）日本水土総合研究所 12.3 12 9 〇 〇

（財）国際緑化推進センター 41.7 10 5 〇

（社）日本森林技術協会 3.7 36 29 〇 〇

（社）海外林業コンサルタンツ協会 20.8 13 9 〇

（社）海外水産コンサルタンツ協会 46.7 3 1 〇

（社）国際農業者交流協会 9.9 3 1 〇 〇

（社）海外農業開発コンサルタンツ協会 37.8 1 1 〇 〇 〇

（社）海外農業開発協会 30.8 6 0 〇

経

済

産

業

省

（財）海外技術者研修協会 56.1 8 3 〇 〇

（財）海外貿易開発協会 66.8 7 4 〇

（財）社会経済生産性本部 1.3 6 0

（財）留学生支援企業協力推進協会 36.9 1 1 〇 〇

（財）国際鉱物資源開発協力協会 4.8 5 3 〇

国

土

交

通

省

（社）国際建設技術協会 24.1 21 6 〇 〇 〇

（社）海外運輸協力協会 29.0 8 5 〇 〇

（社）海外建設協会 13.5 8 2 〇

（社）海外鉄道技術協力協会 2.8 1 1

（財）建設業振興基金 1.3 17 16 〇 〇 〇

（財）日本船員福利雇用促進センター 5.2 3 2 〇 〇

計 33団体 292 182 6
21 2 14 1 10

22 23
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注� （財）は財団法人、（社）は社団法人のそれぞれの略である。
注� 「省」は、当該団体に対する委託費・補助金等の所管を示す。なお、（財）国際研修協力機構及

び（財）留学生支援企業協力推進協会は、複数の省の所管の事業を実施しているため、事業費の
最も大きい省に分類した。

注� 「技術協力に係る委託費・補助金等が当該団体の収入決算額に占める割合」は平成 18年度、
「再就職者」は 19年 4月 1日、「内部留保」は 18年度末の状況である。ただし、（社）海外農業開
発協会の「技術協力に係る委託費・補助金等が当該団体の収入決算額に占める割合」は 17年度、
「再就職者」は 18年 4月 1日、「内部留保」は 17年度末の状況である。「随意契約等」について
は、毎年度契約がある場合は直近の年度の状況である。

注� 委託費・補助金等は、 5省等から直接交付を受けているものであり、再委託、間接補助等を
受けているものは含まない。

注� 再就職者について、（財）日本国際教育支援協会は、文部科学省から委託・補助等は受けてお
らず、独立行政法人日本学生支援機構から受けているものであるので、同機構からの再就職者
を示している。

注� 「内部留保」については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」に基づき、内部
留保水準が 30％を超える場合に「〇」を付している。
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第 4 政府開発援助の無償資金協力及び技術協力における契約入札手続等について

要請を受諾した
年月日

平成 18年 6月 8日

検 査 の 対 象 内閣府本府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文

部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境

省、独立行政法人国際協力機構、各府省が所管する公益法人

検 査 の 内 容 我が国政府開発援助における技術協力において被援助国が実施する施

設の建設や資機材の調達等の契約についての検査要請事項

報告を行った年
月日

平成 20年 10月�日

1 検査の背景及び実施状況

� 検査の要請の内容

会計検査院は、平成 18年 6月 7日、参議院から、国会法第 105条の規定に基づき下記

事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し

同月 8日検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してそ

の検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

� 検査の対象

内閣府本府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、独立行政法人国際協

力機構、各府省が所管する公益法人

� 検査の内容

我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施

する施設の建設や資機材の調達等の契約についての次の各事項

� 契約の競争性・透明性の向上に向けた我が国援助実施機関の取組の状況

� 落札率の状況

（予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況）

また、18年 6月 15日の参議院決算委員会理事会で、「国会法第 105条に基づく会計検

査院に対する検査要請（18.6.7）について」として、

� 技術協力については、我が国援助実施機関が実施する、海外での施設の建設や海外向

けの資機材の調達等の契約

� ベトナムにおける、ベトナム交通運輸局第 18事業管理局（PMU18）が関係する我が国

の政府開発援助

の両事項が含まれることが確認されて、報告については、19年次及び 20年次に行うよう

求めることとされた。

本院は、これを受けて、19年次は、無償資金協力において被援助国が実施する施設の
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建設や資機材の調達等の契約及びベトナム交通運輸局第 18事業管理局（PMU18）が関係す

る我が国の政府開発援助について検査を実施して、報告することにした。また、20年次

は、技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約及び我が国

援助実施機関が実施する海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約について

それぞれ検査を実施して、報告することにした。

� 前回の会計検査の実施状況

上記の要請等により実施した 19年次の会計検査の結果については、19年 10月 17日

に、会計検査院長から参議院議長に対して報告した（以下、この報告を「19年報告」とい

う。）。

そして、19年報告の検査の結果に対する所見において、本院としては、20年次は、技

術協力を中心に、内閣府本府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の各府省庁（以下「13

府省庁」という。）、独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency。

以下「JICA」という。）及び各府省が所管する公益法人を対象として引き続き検査を実施し

て、その検査の結果については、取りまとめが出来次第報告することとした。

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

ア 検査の観点、着眼点及び対象

本院は、20年次は、13府省庁、JICA及び各府省が所管する公益法人を検査の対象と

して、前記のとおり、我が国政府開発援助における技術協力において被援助国が実施す

る施設の建設や資機材の調達等の契約及び我が国援助実施機関が実施する海外での施設

の建設や海外向けの資機材の調達等に係る契約について検査した。

そして、契約の競争性・透明性の向上に向けた我が国援助実施機関の取組の状況につ

いては、合規性、経済性、効率性等の観点から、我が国援助実施機関は契約の競争性・

透明性を向上させるためにどのような取組を行っているかなどに着眼して検査した。

また、落札率の状況（予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況）については、合

規性、経済性、効率性等の観点から、我が国援助実施機関は契約に当たり会計法令等を

遵守して予定価格を設定しているかなどに着眼して検査した。

イ 検査の方法

本院は、13府省庁及び JICAに対して、技術協力を実施する根拠法令、政府開発援助

のうち技術協力に係る 15年度から 19年度までの予算額及び決算額、該当する契約の有

無等について報告を求めた。また、13府省庁に対して、所管する公益法人が補助金、

委託費の交付を受けて技術協力を実施した 15年度から 19年度までの実績等について報

告を求めた。一方、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第 3号）に基づき 13府省庁及

び JICAから提出された証拠書類等により、上記の契約の状況等について報告内容を確

認した。

そして、本院は、13府省庁、JICA及び各府省が所管する公益法人が 15年度から 19

年度まで（JICAについては独立行政法人化された 15年度下半期から 19年度まで）に、

海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等を行うために締結した契約 2,510件を

分析した。その内訳は、JICAが締結していた契約 2,343件と農林水産省が所管する公

益法人である財団法人海外漁業協力財団が締結していた契約 167件である。
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上記の契約について、JICA及び財団法人海外漁業協力財団から契約内容に関する調

書を徴して、基礎資料の提出を受けるなどして検査した。

本院は、本件事案の検査において、在庁して関係書類の分析等の検査を行ったほか、

84.2人日を要して、外務本省、JICAの本部及び 12在外事務所並びに財団法人海外漁業

協力財団に対する会計実地検査を行った。

2 検査の結果

� 技術協力の実施状況

ア 13府省庁による技術協力

被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約や 13府省庁が実施する海外

での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約は見受けられなかった。

イ JICAによる技術協力

JICAは、技術協力プロジェクト等において、海外での施設の建設や海外向けの資機

材の調達等を実施する契約を締結していた。一方、JICAの予算により被援助国が実施

する施設の建設や資機材の調達等に係る契約は見受けられなかった。

ウ 各府省が所管する公益法人による技術協力

各府省が所管する公益法人のうち、海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等

の契約を締結している公益法人は農林水産省が所管する財団法人海外漁業協力財団のみ

であり、同財団は水産庁から毎年度補助金の交付を受けて、補助事業として技術協力を

実施している。一方、同財団の予算により被援助国が実施する施設の建設や資機材の調

達等の契約は見受けられなかった。

� 契約の競争性・透明性の向上に向けた JICA の取組の状況

ア JICAによる技術協力プロジェクトの実施手順等

JICAによる技術協力プロジェクトの実施手順は、次図のとおりである。
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図 JICAによる技術協力プロジェクトの実施手順

JICAは、開発途上国等に供与する目的で、JICA自らの予算により海外での施設の建

設や海外向けの資機材の調達等を実施する契約を多数締結している。一方、JICAによ

る技術協力においては、JICAの予算により被援助国が契約の主体となって施設の建設

や資機材の調達等を実施する仕組みになっていないため、被援助国が実施する施設の建

設や資機材の調達等に係る契約はないことになる。そして、15年度下半期から 19年度

までについて検査したところ、そのような契約は見受けられなかった。
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イ JICAにおける契約入札手続等

JICAは、独立行政法人国際協力機構会計規程（平成 18年規程（経）第 3号。以下「会計規

程」という。）により、会計機関の設置、契約の方法、予定価格の設定方法等を定めてい

る。

JICAにおいて契約を締結する場合は、指名競争契約又は随意契約をする場合を除

き、すべて公告して一般競争に付さなければならないとされている。そして、契約の性

質又は目的が一般競争に付するに適さないときなどの場合は指名競争入札に付すること

ができるとされており、外国で契約するときなど一定の要件を満たした場合は、随意契

約によることができるとされている。

また、契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る予定価格を、当該

契約事項に関する仕様書、図面、設計書その他の事項に基づき、契約価格の総額につい

て設定しなければならないとされている。そして、随意契約の場合で予定価格が 500万

円を超えない工事、製造、加工、修理又は物件の購入のときなどは、予定価格の設定を

省略することができるとされており、競争入札に付する場合を除き、理事長が予定価格

の設定を要しないと認めたものについても、予定価格の設定を省略することができると

されている。

さらに、特例として、海外の会計機関において、所在国の法令、慣習等により会計規

程により難い事情がある場合は、理事長の指定により、又は理事長の承認を受けて会計

規程と異なる処理をすることができるとされている。

なお、JICAは、会計規程等を改正して、20年 1月 1日から、随意契約の場合で予定

価格の設定を省略できる契約を、250万円を超えない工事又は製造をさせるとき、160

万円を超えない財産を買い入れるときなどに改めた。

ウ 契約の競争性・透明性の向上に向けた取組の状況

� 見積競争方式の導入

現地調達においては、在外事務所長が当該国の現地法人と契約を締結することにな

る。しかし、JICAによると、国によっては入札の方法が異なっていたり、入札とい

う考え方自体が商慣習として存在していなかったりするなどの事情があり、開発途上

国における調達環境等は我が国と大きく異なっているとしている。そのため、すべて

の在外事務所で一律に一般競争入札等を行うことが困難なことから、随意契約にせざ

るを得ない場合が多いが、そのような場合でも可能な限り価格競争性を高めた方法を

採用するように努めることとしている。そして、16年 1月に、見積競争方式が導入

された。見積競争方式とは、見積依頼書において価格競争であることを明示するとと

もに、見積書提出期限を提示して、見積書提出期限後に見積書を一斉開封する方式で

あると定義している。見積競争方式には見積提出者の選定方法の違いにより、後記の

契約競争参加有資格者を対象に、ホームページ、掲示等の方法により公告して見積提

出者を募集する一般見積競争と、JICAにおいて複数者を見積提出者として指名する

指名見積競争の二つの方法がある。このうち、指名見積競争の適用範囲は、在外事務

所における機材調達に係る随意契約案件で、指名見積競争を行うことが可能なときな

どとしている。
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JICAは、指名見積競争が入札会を省略するものであることから随意契約に分類し

ているが、実質的には競争入札と同等の効果があると説明している。

� 調達研修会等の実施

JICA本部は、18年 12月に、調達業務の更なる強化とコンプライアンスの保持や

サービスの向上を目指して、在外事務所からの入札等に関する質問に答えられる体制

を調達部内に整えた。そして、本部は、メキシコとケニアに設置された地域支援事務

所と共催で域内の在外事務所の職員や現地採用職員を対象にした調達研修会を開催し

て、調達情報の共有化を図るなどしている。

� 業者登録簿の整備

JICAが 15年 10月から 19年 3月までの中期目標を達成するために定めた独立行政

法人国際協力機構中期計画によると、調達業務に関して、一般競争入札を既に導入済

みの国内に加えて、現地商慣習の異なる在外事務所においても、複数業者から見積り

を徴して、価格競争を原則とすることなどにより、機材の調達業務の透明化・適正化

に努めること、引き続きホームページを通じて公示、入札結果等の調達関連情報を迅

速に公表して、透明性の確保を図ることなどが記述されている。

JICA本部は、本邦で資機材の調達等を行う際に、予定価格が 500万円を超える場

合は、原則として一般競争入札を行っており、その入札に参加を希望する者は、

JICAに契約競争参加者資格登録を行わなければならないとしている。

また、JICA本部は、16年 10月に、在外事務所が資機材の調達等を行う際は、随

意契約を行う場合であっても、より競争的な方法を採用するように内規を定めて、こ

れに基づき契約を行わせることとしたため、在外事務所は「機材調達に係る内規」を定

めている。

しかし、同内規に基づき、業者登録制度を設けることとしているのに、業者登録簿

を整備して業者登録を行っていた在外事務所は、全 55在外事務所のうち約 3割に相

当する 17在外事務所となっていた。

� 入札関連情報等の公表

JICAは、本邦調達による海外向けの資機材の調達等については、一般競争入札を

実施する案件の入札説明書を機材仕様明細書とともに公示しており、同じ情報をホー

ムページでも公表している。さらに、18年度からは、競争性を高める観点から、半

期ごとに「海外向け資機材本邦調達（一般競争入札案件）」の実施予定案件を公表してい

る。

一方、現地調達については、13年 9月から、予定価格 1000万円以上の資機材を価

格競争により調達しようとする場合は、競争性の確保等の観点から、調達案件の概要

を事前に公表している。

また、JICAは、他の契約の予定価格が類推されるおそれがあるとして、予定価格

を公表してこなかったが、随意契約の見直し計画の一環として、20年 4月から、本

邦調達のうち競争に付した案件及び一部の随意契約案件について、他の契約の予定価

格が類推されるおそれがある場合等を除き、同年 1月分までさかのぼり、契約締結後

72日以内に予定価格を公表している。また、現地調達のうち競争に付した案件及び
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一部の随意契約案件について、同様に同年同月分までさかのぼり、各四半期ごとに取

りまとめて、各四半期後 72日以内に予定価格を公表している。

� JICA における落札率の状況（予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況）

JICAは、会計規程により、200万円を超えない契約をするときなどを除き、契約書を

作成しなければならないとしている。JICAが海外での施設の建設や海外向けの資機材の

調達等のために締結した契約のうち、200万円を超える契約件数及び契約金額は、表 1の

とおりとなっている。

表 1 海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約件数、契約金額等 （単位：件、円）

年度

（平成）

施設の建設（現地調達） 資機材の調達等（本邦調達＋現地調達） 計

件数

�

件数
割合
�/�

金額

�

金額
割合
�/�

件数

�

件数
割合
�/�

金額

�

金額
割合
�/�

件数

�

金額

�

15 22 5.1％ 260,384,303 6.3％ 405 94.8％ 3,841,566,308 93.6％ 427 4,101,950,611

16 30 6.3％ 192,059,717 3.7％ 446 93.6％ 4,922,283,183 96.2％ 476 5,114,342,900

17 11 2.3％ 133,936,388 2.7％ 467 97.6％ 4,658,293,268 97.2％ 478 4,792,229,656

18 20 3.2％ 198,164,957 4.0％ 604 96.7％ 4,731,565,176 95.9％ 624 4,929,730,133

19 16 4.7％ 342,431,030 11.1％ 322 95.2％ 2,728,383,347 88.8％ 338 3,070,814,377

計 99 4.2％ 1,126,976,395 5.1％ 2,244 95.7％ 20,882,091,282 94.8％ 2,343 22,009,067,677

19年度における施設の建設と資機材の調達等の契約金額の合計額は 30億 7081万余円

であるが、契約件数、契約金額ともに資機材の調達等が大部分を占めている。

表 1の海外向けの資機材の調達等の契約 2,244件を現地調達と本邦調達に分けると、表

2のとおりとなっている。

表 2 現地調達、本邦調達別の海外向けの資機材の調達等の契約件数、契約金額等 （単位：件、円）

年度

（平成）

本 邦 調 達 現 地 調 達 計

件数

�

件数
割合
�/�

金額

�

金額
割合
�/�

件数

�

件数
割合
�/�

金額

�

金額
割合
�/�

件数

�

金額

�

15 100 24.6％ 1,680,141,311 43.7％ 305 75.3％ 2,161,424,997 56.2％ 405 3,841,566,308

16 103 23.0％ 2,252,930,233 45.7％ 343 76.9％ 2,669,352,950 54.2％ 446 4,922,283,183

17 82 17.5％ 1,777,047,242 38.1％ 385 82.4％ 2,881,246,026 61.8％ 467 4,658,293,268

18 63 10.4％ 801,076,950 16.9％ 541 89.5％ 3,930,488,226 83.0％ 604 4,731,565,176

19 49 15.2％ 786,936,650 28.8％ 273 84.7％ 1,941,446,697 71.1％ 322 2,728,383,347

計 397 17.6％ 7,298,132,386 34.9％ 1,847 82.3％ 13,583,958,896 65.0％ 2,244 20,882,091,282

ア 予定価格

JICAが 15年度下半期から 19年度までの間に締結した海外での施設の建設や海外向

けの資機材の調達等の契約計 2,343件について、予定価格を設定していたかどうか検査

したところ、表 3のとおりとなっていた。
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表 3 予定価格の設定状況 （単位：件）

予定価格の設定

施 設 の 建 設 資 機 材 の 調 達 等
計

現 地 調 達 本 邦 調 達 現 地 調 達

件 数 割 合 件 数 割 合 件 数 割 合 件 数 割 合

有 78 78.7％ 318 80.1％ 1,039 56.2％ 1,435 61.2％

無 20 20.2％ 75 18.8％ 783 42.3％ 878 37.4％

省 略 可 20 20.2％ 75 18.8％ 751 40.6％ 846 36.1％

未 設 定 0 ― 0 ― 32 1.7％ 32 1.3％

設定状況不明 0 ― 4 1.0％ 18 0.9％ 22 0.9％

書類所在不明 1 1.0％ 0 ― 7 0.3％ 8 0.3％

計 99 100.0％ 397 100.0％ 1,847 100.0％ 2,343 100.0％

現地調達による資機材の調達等に係る契約は 1,847件のうち、1,039件（56.2％）は予定

価格が設定されており、751件は予定価格の設定が省略できるものであったが、32件は

現地の商慣習等の理由により予定価格が設定されておらず、25件は予定価格の設定状

況が確認できないものなどであった。そして、予定価格が設定されていなかった 32件

の中には、会計規程に基づく事務手続をとることなく予定価格の設定を省略しているも

のが見受けられた。これは、在外事務所の特殊事情を考慮しても適切とは認められな

い。

JICAは、前記のとおり、会計規程において、理事長の承認を受けるなどの事務手続

をとることにより予定価格を省略したり、会計規程と異なる処理をしたりすることが可

能であるので、会計規程の特例等を機動的、弾力的に運用するなどして事務処理を適切

に行う必要があると認められる。

� 施設の建設の契約に係る予定価格

施設の建設の契約に係る予定価格の算定方法が在外事務所によって区々となってお

り、被援助国の事業実施機関に相当程度の能力があっても、コンサルタントと契約し

て設計、積算を行わせる在外事務所がある一方、コンサルタントと契約することな

く、自らが予定価格を算定している在外事務所があった。

在外事務所の調達に携わる職員や現地採用職員の多くは、技術的な知識を有してい

ないため、設計や積算の妥当性を確認したり、適正な予定価格を作成したりする在外

事務所の体制は、必ずしも十分でないと思料された。

� 資機材の調達等の契約に係る予定価格

JICA本部で海外向けの資機材の調達等を行う場合は、JICA調達部が予定価格を設

定している。一方、在外事務所で資機材の調達等を行う場合は、在外事務所の担当者

が予定価格を設定している場合が多い。

海外向けの資機材の調達等の契約に係る予定価格の設定は、おおむね適正に行われ

ていると思料されるが、会計規程に基づかず予定価格を省略していたことのほか、在

外事務所の中には、会計規程等に基づき予定価格の範囲内で契約を締結することとさ

れているにもかかわらず、予定価格に対する認識が十分でなかったため、予定価格を

上回る金額で契約を締結していた事態が見受けられた。
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イ 入札

JICAが 15年度下半期から 19年度までに締結した海外での施設の建設や海外向けの

資機材の調達等の契約について、競争契約、随意契約等の契約方式別に件数を区分して

整理すると、表 4のとおりとなっている。

表 4 契約方式別の海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約件数等 （単位：件）

契 約 方 式

施設の建設 資 機 材 の 調 達 等 合 計

現地調達 本邦調達 現地調達 計 本邦調達 現地調達 計

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

競争契約

一 般 競 争 26 26.2％ 145 36.5％ 66 3.5％ 211 9.4％ 145 36.5％ 92 4.7％ 237 10.1％

指 名 競 争 26 26.2％ 0 ― 123 6.6％ 123 5.4％ 0 ― 149 7.6％ 149 6.3％

計（A） 52 52.5％ 145 36.5％ 189 10.2％ 334 14.8％ 145 36.5％ 241 12.3％ 386 16.4％

随

意

契

約

競争性

あり

一般見積競争 0 ― 53 13.3％ 0 ― 53 2.3％ 53 13.3％ 0 ― 53 2.2％

指名見積競争 13 13.1％ 0 ― 548 29.6％ 548 24.4％ 0 ― 561 28.8％ 561 23.9％

計（B） 13 13.1％ 53 13.3％ 548 29.6％ 601 26.7％ 53 13.3％ 561 28.8％ 614 26.2％

競争性

なし

見積合わせ注� 19 19.1％ 0 ― 786 42.5％ 786 35.0％ 0 ― 805 41.3％ 805 34.3％

特 命 随 契注� 15 15.1％ 199 50.1％ 324 17.5％ 523 23.3％ 199 50.1％ 339 17.4％ 538 22.9％

計 34 34.3％ 199 50.1％ 1,110 60.0％ 1,309 58.3％ 199 50.1％ 1,144 58.7％ 1,343 57.3％

合 計 99 100.0％ 397 100.0％ 1,847 100.0％ 2,244 100.0％ 397 100.0％ 1,946 100.0％ 2,343 100.0％

うち競争性あり�＋� 65 65.6％ 198 49.8％ 737 39.9％ 935 41.6％ 198 49.8％ 802 41.2％ 1,000 42.6％

注� 2者以上から見積書を徴して、その内容を比較した上で契約の相手方を決定する調達方法
注� 特定の者と契約しない限り契約の目的を達することができないなどの理由で、その特定の者と契約をする調達方法

本邦調達においては 397件のうち 198件（49.8％）が、現地調達においては 1,946件中

802件（41.2％）が競争性があるとされる契約であった。しかし、一般競争入札が実施さ

れたのは、本邦調達においては 397件中 145件（36.5％）であったが、現地調達において

は 92件（4.7％）と極めて少なかった。

本邦調達における資機材の調達等 397件のうち、上記の 198件を除く 199件（50.1％）

はすべて特命随契であった。また、現地調達における施設の建設 99件のうち見積合わ

せによるものは 19件（19.1％）、特命随契によるものは 15件（15.1％）であり、資機材の

調達等 1,847件のうち見積合わせによるものは 786件（42.5％）、特命随契によるものは

324件（17.5％）であって、本邦で資機材を調達する場合に特命随契の比率が高くなって

いる。これについて、JICAは、本邦調達においては、特注品や代用品がない資機材を

調達する場合が多いためであるとしている。

入札から契約に至るまでの状況は、表 5のとおりとなっている。
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表 5 入札から契約に至るまでの状況 （単位：件）

入札・契約区分
年度（平成）

計
契約

割合15 16 17 18 19

第 1回入札会 110 95 70 65 57 397

落

札

当初� 93 81 50 41 38 303 12.9％

再度� 2 3 5 5 3 18 0.7％

再々度� 2 1 3 1 0 7 0.2％

4回目� 2 0 0 0 0 2 0.0％

不

調

11 10 12 18 16 67

不落随契� 10 9 5 13 10 47 2.0％

キャンセル 1 0 0 0 2 3

随意契約へ 0 0 3 4 1 8

第 2回入札会 0 1 4 1 3 9

落札 当初� 0 1 4 1 3 9 0.3％

落札契約 計（�＋�＋�＋�＋�） 99 86 62 48 44 339 14.4％

随意契約� 318 381 411 563 284 1,957 83.5％

契約 合計（�＋�＋�＋�＋�＋�＋�） 427 476 478 624 338 2,343 100.0％

ウ 落札

JICAが 15年度下半期から 19年度までに入札により落札者を決定した海外での施設

の建設や海外向けの資機材の調達等の契約 339件（表 5参照）のうち、予定価格を設定し

ていた 323件の契約額の予定価格に対する割合である落札率は、表 6のとおりとなって

いる。
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表 6 落札率等の状況 （単位：件）

調達
区分

年
度（
平
成
）

施設の建設 資機材の調達等 計

入札
件数

落札
件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率

入札
件数

落札
件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率

入札
件数

落札
件数

左の
うち
予定
価格
あり

平 均
落札率最低 平均 最高 最低 平均 最高

本邦
調達

15 51 45 45 44.24％ 77.89％ 98.35％ 51 45 45 77.89％
16 31 27 27 57.36％ 84.86％ 99.60％ 31 27 27 84.86％
17 31 28 28 62.37％ 90.45％ 99.90％ 31 28 28 90.45％
18 16 13 13 47.51％ 83.85％ 99.99％ 16 13 13 83.85％
19 20 17 17 53.15％ 86.23％ 99.99％ 20 17 17 86.23％
計 149 130 130 44.24％ 83.73％ 99.99％ 149 130 130 83.73％

現地
調達

15 12 11 10 12.23％ 86.59％ 105.11％ 47 43 41 69.49％ 91.99％ 100.00％ 59 54 51 90.93％
16 17 16 16 67.63％ 94.41％ 100.00％ 48 43 30 61.37％ 85.17％ 100.00％ 65 59 46 88.38％
17 7 5 5 56.01％ 85.44％ 97.40％ 36 29 29 53.98％ 92.88％ 100.00％ 43 34 34 91.78％
18 13 6 6 91.57％ 95.70％ 99.93％ 37 29 29 68.51％ 91.00％ 100.00％ 50 35 35 91.81％
19 4 1 1 99.86％ 99.86％ 99.86％ 36 26 26 27.10％ 89.73％ 100.00％ 40 27 27 90.11％
計 53 39 38 12.23％ 91.52％ 105.11％ 204 170 155 27.10％ 90.27％ 100.00％ 257 209 193 90.52％

合計

15 12 11 10 12.23％ 86.59％ 105.11％ 98 88 86 44.24％ 84.61％ 100.00％ 110 99 96 84.82％
16 17 16 16 67.63％ 94.41％ 100.00％ 79 70 57 57.36％ 85.02％ 100.00％ 96 86 73 87.08％
17 7 5 5 56.01％ 85.44％ 97.40％ 67 57 57 53.98％ 91.69％ 100.00％ 74 62 62 91.18％
18 13 6 6 91.57％ 95.70％ 99.93％ 53 42 42 47.51％ 88.79％ 100.00％ 66 48 48 89.65％
19 4 1 1 99.86％ 99.86％ 99.86％ 56 43 43 27.10％ 88.35％ 100.00％ 60 44 44 88.61％
計 53 39 38 12.23％ 91.52％ 105.11％ 353 300 285 27.10％ 87.29％ 100.00％ 406 339 323 87.79％

本邦調達における資機材の調達等の契約（落札件数 130件）の平均落札率 83.73％は、

現地調達における資機材の調達等の契約（落札件数 170件のうち予定価格を設定してい

た 155件）の平均落札率 90.27％と比べると約 6ポイント低くなっており、また、19年

報告の無償資金協力のうちの一般プロジェクト無償における資機材の調達等の契約の平

均落札率 85.83％と大きな差はなかった。

また、現地調達における施設の建設の契約（落札件数 39件のうち予定価格を設定して

いた 38件）の平均落札率 91.52％は、現地調達における資機材の調達等の平均落札率

90.27％と比べると 1ポイント程度の差となっていた。これは、19年報告の無償資金協

力のうちの一般プロジェクト無償において、施設の建設の契約の平均落札率が

96.81％、資機材の調達等の契約の平均落札率が 85.83％で、両者の間に 10ポイント以

上の開きがあったこととは異なっている。

落札率別の落札件数は、表 7のとおりである。
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表 7 落札率別の落札件数

�現地調達（施設の建設） （単位：件）

年度
（平成）

100％
超 100％

99％
以上
100％
未満

98％
以上
99％
未満

97％
以上
98％
未満

96％
以上
97％
未満

95％
以上
96％
未満

90％
以上
95％
未満

80％
以上
90％
未満

70％
以上
80％
未満

60％
以上
70％
未満

60％
未満 計

15 1 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 1 10

16 0 8 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 16

17 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5

18 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6

19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 1 8 5 2 1 1 2 11 4 0 1 2 38

割合 2.6％ 21.0％ 13.1％ 5.2％ 2.6％ 2.6％ 5.2％ 28.9％ 10.5％ ― 2.6％ 5.2％ 100.0％

累計 1 9 14 16 17 18 20 31 35 35 36 38

累計
割合 2.6％ 23.6％ 36.8％ 42.1％ 44.7％ 47.3％ 52.6％ 81.5％ 92.1％ 92.1％ 94.7％ 100.0％

�本邦調達（資機材の調達等） （単位：件）

年度
（平成）

100％
超 100％

99％
以上
100％
未満

98％
以上
99％
未満

97％
以上
98％
未満

96％
以上
97％
未満

95％
以上
96％
未満

90％
以上
95％
未満

80％
以上
90％
未満

70％
以上
80％
未満

60％
以上
70％
未満

60％
未満 計

15 0 0 0 1 1 0 3 7 7 15 6 5 45

16 0 0 5 2 0 0 1 4 5 6 3 1 27

17 0 0 6 2 2 3 0 5 6 2 2 0 28

18 0 0 3 1 1 1 0 0 2 3 0 2 13

19 0 0 4 0 0 0 0 4 4 3 1 1 17

計 0 0 18 6 4 4 4 20 24 29 12 9 130

割合 ― ― 13.8％ 4.6％ 3.0％ 3.0％ 3.0％ 15.3％ 18.4％ 22.3％ 9.2％ 6.9％ 100.0％

累計 0 0 18 24 28 32 36 56 80 109 121 130

累計
割合 ― ― 13.8％ 18.4％ 21.5％ 24.6％ 27.6％ 43.0％ 61.5％ 83.8％ 93.0％ 100.0％

�現地調達（資機材の調達等） （単位：件）

年度
（平成）

100％
超 100％

99％
以上
100％
未満

98％
以上
99％
未満

97％
以上
98％
未満

96％
以上
97％
未満

95％
以上
96％
未満

90％
以上
95％
未満

80％
以上
90％
未満

70％
以上
80％
未満

60％
以上
70％
未満

60％
未満 計

15 0 4 3 5 3 0 4 10 9 2 1 0 41

16 0 2 2 3 0 3 0 3 7 4 6 0 30

17 0 8 3 3 0 1 0 8 4 0 1 1 29

18 0 2 4 4 0 3 2 2 8 3 1 0 29

19 0 2 3 1 7 0 0 4 6 2 0 1 26

計 0 18 15 16 10 7 6 27 34 11 9 2 155

割合 ― 11.6％ 9.6％ 10.3％ 6.4％ 4.5％ 3.8％ 17.4％ 21.9％ 7.0％ 5.8％ 1.2％ 100.0％

累計 0 18 33 49 59 66 72 99 133 144 153 155

累計
割合 ― 11.6％ 21.2％ 31.6％ 38.0％ 42.5％ 46.4％ 63.8％ 85.8％ 92.9％ 98.7％ 100.0％

現地調達における施設の建設や資機材の調達等の落札率は、表 6のとおり、本邦調達

における資機材の調達等と比べて高くなっている。特に、予定価格を下回る入札がなく
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価格交渉も不調で契約額が予定価格を上回っている契約は、表 7のとおり、現地調達の

施設の建設において 38件中 1件（2.6％）、また、予定価格と落札価格が同額である落札

率 100％の契約は、現地調達の施設の建設において 38件中 8件（21.0％）、資機材の調

達等において 155件中 18件（11.6％）あり、 1件もなかった本邦調達における資機材の

調達等とは対照的である。

落札に至った入札における入札参加者数別の落札率について、施設の建設と資機材の

調達等に分けて整理すると、表 8のとおりとなっている。

表 8 落札に至った入札における入札参加者数別の落札率

�全体 （単位：件、者）

調達
区分

年度
（平成）

落札件数
（予定価格
あり）

1者 2者 3者 4者 5者 6者 7～10者 平均

本邦
調達

15 45 2 3 7 8 9 7 9 5.0
16 27 6 2 5 1 3 3 7 4.1
17 28 8 6 7 5 0 1 1 2.6
18 13 5 2 1 1 3 1 0 2.8
19 17 2 4 5 3 1 1 1 3.2
計 130 23 17 25 18 16 13 18 3.8
割合 100.0％ 17.6％ 13.0％ 19.2％ 13.8％ 12.3％ 10.0％ 13.8％
累計 23 40 65 83 99 112 130
累計
割合 17.6％ 30.7％ 50.0％ 63.8％ 76.1％ 86.1％ 100.0％

平均落札率 94.25％ 84.97％ 86.36％ 83.35％ 84.22％ 72.60％ 73.45％

現地
調達

15 51 6 19 10 8 5 0 3 3.0
16 46 2 11 13 15 3 1 1 3.2
17 34 1 11 15 3 4 0 0 2.9
18 35 8 12 5 5 3 1 1 2.7
19 27 6 6 2 7 4 1 1 3.1
計 193 23 59 45 38 19 3 6 3.0
割合 100.0％ 11.9％ 30.5％ 23.3％ 19.6％ 9.8％ 1.5％ 3.1％
累計 23 82 127 165 184 187 193
累計
割合 11.9％ 42.4％ 65.8％ 85.4％ 95.3％ 96.8％ 100.0％

平均落札率 94.93％ 91.51％ 90.38％ 90.33％ 85.24％ 88.92％ 83.59％

合計

15 96 8 22 17 16 14 7 12 3.9
16 73 8 13 18 16 6 4 8 3.6
17 62 9 17 22 8 4 1 1 2.8
18 48 13 14 6 6 6 2 1 2.7
19 44 8 10 7 10 5 2 2 3.1
計 323 46 76 70 56 35 16 24 3.3
割合 100.0％ 14.2％ 23.5％ 21.6％ 17.3％ 10.8％ 4.9％ 7.4％
累計 46 122 192 248 283 299 323

累計
割合 14.2％ 37.7％ 59.4％ 76.7％ 87.6％ 92.5％ 100.0％

平均落札率 94.59％ 90.05％ 88.94％ 88.09％ 84.78％ 75.66％ 75.99％
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�現地調達（施設の建設） （単位：件、者）

調達
区分

年度
（平成）

落札件数
（予定価格
あり）

1者 2者 3者 4者 5者 6者 7～10者 平均

現地
調達

15 10 1 1 1 2 4 0 1 4.3
16 16 0 1 7 6 2 0 0 3.5
17 5 0 0 3 2 0 0 0 3.4
18 6 0 3 1 2 0 0 0 2.8
19 1 1 0 0 0 0 0 0 1.0
計 38 2 5 12 12 6 0 1 3.5
割合 100.0％ 5.2％ 13.1％ 31.5％ 31.5％ 15.7％ ― 2.6％
累計 2 7 19 31 37 37 38
累計
割合 5.2％ 18.4％ 50.0％ 81.5％ 97.3％ 97.3％ 100.0％

平均落札率 99.87％ 95.40％ 92.55％ 94.79％ 75.48％ ― 99.97％

�資機材の調達等 （単位：件、者）

調達
区分

年度
（平成）

落札件数
（予定価格
あり）

1者 2者 3者 4者 5者 6者 7～10者 平均

本邦
調達

15 45 2 3 7 8 9 7 9 5.0
16 27 6 2 5 1 3 3 7 4.1
17 28 8 6 7 5 0 1 1 2.6
18 13 5 2 1 1 3 1 0 2.8
19 17 2 4 5 3 1 1 1 3.2
計 130 23 17 25 18 16 13 18 3.8
割合 100.0％ 17.6％ 13.0％ 19.2％ 13.8％ 12.3％ 10.0％ 13.8％
累計 23 40 65 83 99 112 130
累計
割合 17.6％ 30.7％ 50.0％ 63.8％ 76.1％ 86.1％ 100.0％

平均落札率 94.25％ 84.97％ 86.36％ 83.35％ 84.22％ 72.60％ 73.45％

現地
調達

15 41 5 18 9 6 1 0 2 2.7
16 30 2 10 6 9 1 1 1 3.1
17 29 1 11 12 1 4 0 0 2.8
18 29 8 9 4 3 3 1 1 2.6
19 26 5 6 2 7 4 1 1 3.2
計 155 21 54 33 26 13 3 5 2.9
割合 100.0％ 13.5％ 34.8％ 21.2％ 16.7％ 8.3％ 1.9％ 3.2％
累計 21 75 108 134 147 150 155
累計
割合 13.5％ 48.3％ 69.6％ 86.4％ 94.8％ 96.7％ 100.0％

平均落札率 94.46％ 91.15％ 89.59％ 88.28％ 89.75％ 88.92％ 80.31％

合計

15 86 7 21 16 14 10 7 11 3.9
16 57 8 12 11 10 4 4 8 3.6
17 57 9 17 19 6 4 1 1 2.7
18 42 13 11 5 4 6 2 1 2.7
19 43 7 10 7 10 5 2 2 3.2
計 285 44 71 58 44 29 16 23 3.3
割合 100.0％ 15.4％ 24.9％ 20.3％ 15.4％ 10.1％ 5.6％ 8.0％
累計 44 115 173 217 246 262 285

累計
割合 15.4％ 40.3％ 60.7％ 76.1％ 86.3％ 91.9％ 100.0％

平均落札率 94.35％ 89.67％ 88.20％ 86.26％ 86.70％ 75.66％ 74.94％
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資機材の調達等に係る落札に至った入札における入札参加者数をみると、本邦調達に

あっては平均 3.8者であり、現地調達にあっては平均 2.9者であった。

エ 不落随契

JICAは、会計規程において、再度の入札に付しても落札者がいないときなどの場合

に価格交渉によって契約相手を決定するいわゆる不落随契を認めている。

落札契約の件数と不落随契の件数は、表 9のとおり、資機材の調達等に係る契約で一

般競争入札又は指名競争入札により契約を締結した 334件のうち、不落随契になったも

のが本邦調達においては 15件、現地調達においては 19件、計 34件あり、全体の

10.1％を占めていた。また、現地調達における施設の建設で一般競争入札又は指名競争

入札により契約を締結した 52件のうち、不落随契になったものが 13件あり、全体の

25.0％を占めていた。

表 9 落札契約と不落随契の件数及び割合 （単位：件）

調達・契約区分

施 設 の 建 設 資 機 材 の 調 達 等

合計 割合年度（平成）
計 割合

年度（平成）
計 割合

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19

本邦

調達

落札契約 45 27 28 13 17 130 89.6% 130 89.6%

不落随契 5 3 2 2 3 15 10.3% 15 10.3%

計 50 30 30 15 20 145 100.0% 145 100.0%

現地

調達

落札契約 11 16 5 6 1 39 75.0% 43 43 29 29 26 170 89.9% 209 86.7%

不落随契 1 1 2 7 2 13 25.0% 4 5 1 4 5 19 10.0% 32 13.2%

計 12 17 7 13 3 52 100.0% 47 48 30 33 31 189 100.0% 241 100.0%

合計

落札契約 11 16 5 6 1 39 75.0% 88 70 57 42 43 300 89.8% 339 87.8%

不落随契 1 1 2 7 2 13 25.0% 9 8 3 6 8 34 10.1% 47 12.1%

計 12 17 7 13 3 52 100.0% 97 78 60 48 51 334 100.0% 386 100.0%

オ 随意契約

� 随意契約の状況

分析の対象とした 2,343契約のうち、83.5％に当たる 1,957件は随意契約によるも

のであり、これらを契約区分別にみると、表 10のとおりとなっている。

表 10 契約区分別の状況 （単位：件）

契 約 区 分

施設の建設 資 機 材 の 調 達 等
計

現 地 調 達 本 邦 調 達 現 地 調 達

件数 割 合 件数 割 合 件数 割 合 件数 割 合

見積

竸争

一般見積競争 53 13.3％ 53 2.2％

指名見積競争 13 13.1％ 548 29.6％ 561 23.9％

計 13 13.1％ 53 13.3％ 548 29.6％ 614 26.2％

見 積 合 わ せ 19 19.1％ 0 ― 786 42.5％ 805 34.3％

特 命 随 契 15 15.1％ 199 50.1％ 324 17.5％ 538 22.9％

合 計 47 47.4％ 252 63.4％ 1,658 89.7％ 1,957 83.5％

（参考）契 約 数 99 100.0％ 397 100.0％ 1,847 100.0％ 2,343 100.0％
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� 見積競争の状況

JICAは、可能な限り価格競争性を高めた方法を採用するよう努めているとしてい

る。その結果、表 10のとおり、分析の対象とした 2,343契約のうち 614件（26.2％）が

見積競争によるものであった。

施設の建設に係る契約及び資機材の調達等に係る契約について、本邦調達（資機材

の調達等）と現地調達（施設の建設及び資機材の調達等）に分けて見積競争における落

札率をみると、表 11のとおりとなっている。

表 11 見積競争における落札率の状況 （単位：件）

調達

区分

年
度（
平
成
）

施 設 の 建 設 資 機 材 の 調 達 等 計

見積

依頼

件数

契約

件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率 見積

依頼

件数

契約

件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率 見積

依頼

件数

契約

件数

左の
うち
予定
価格
あり

平 均

落札率最低 平均 最高 最低 平均 最高

本邦調

達（一

般見積

競争）

15 2 2 0 ― ― ― 2 2 0 ―

16 16 14 0 ― ― ― 16 14 0 ―

17 7 7 0 ― ― ― 7 7 0 ―

18 21 21 0 ― ― ― 21 21 0 ―

19 9 9 1 99.97％ 99.97％ 99.97％ 9 9 1 99.97％

計 55 53 1 99.97％ 99.97％ 99.97％ 55 53 1 99.97％

現地調

達（指

名見積

競争）

15 2 2 2 98.84％ 99.42％ 100.00％ 33 33 23 83.03％ 96.60％ 111.23％ 35 35 25 96.83％

16 2 2 1 99.96％ 99.96％ 99.96％ 67 67 42 64.67％ 91.44％ 100.00％ 69 69 43 91.64％

17 2 2 2 86.80％ 93.40％ 100.00％ 149 148 101 39.63％ 91.94％ 102.77％ 151 150 103 91.97％

18 1 1 0 ― ― ― 187 180 117 50.07％ 90.51％ 120.85％ 188 181 117 90.51％

19 6 6 5 97.80％ 98.35％ 99.21％ 121 120 93 59.63％ 91.93％ 100.00％ 127 126 98 92.26％

計 13 13 10 86.80％ 97.73％ 100.00％ 557 548 376 39.63％ 91.72％ 120.85％ 570 561 386 91.88％

合計

15 2 2 2 98.84％ 99.42％ 100.00％ 35 35 23 83.03％ 96.60％ 111.23％ 37 37 25 96.83％

16 2 2 1 99.96％ 99.96％ 99.96％ 83 81 42 64.67％ 91.44％ 100.00％ 85 83 43 91.64％

17 2 2 2 86.80％ 93.40％ 100.00％ 156 155 101 39.63％ 91.94％ 102.77％ 158 157 103 91.97％

18 1 1 0 ― ― ― 208 201 117 50.07％ 90.51％ 120.85％ 209 202 117 90.51％

19 6 6 5 97.80％ 98.35％ 99.21％ 130 129 94 59.63％ 92.02％ 100.00％ 136 135 99 92.34％

計 13 13 10 86.80％ 97.73％ 100.00％ 612 601 377 39.63％ 91.74％ 120.85％ 625 614 387 91.90％

施設の建設に係る契約において、指名見積競争は件数が少なく単純な比較は困難で

あるが、予定価格が設定されていた 10件の平均落札率 97.73％は、入札が行われた

場合の平均落札率（1053ページ表 6参照）91.52％を 6ポイント以上上回っていた。一

方、資機材の調達等に係る契約のうち現地調達に係るものにおいて、指名見積競争が

行われて予定価格が設定されていた 376件の平均落札率 91.72％は、入札が行われた

場合の平均落札率 90.27％を若干上回っていたが、大きな差は見受けられなかった。

� 見積合わせ

見積合わせは、表 4のとおり、分析の対象とした契約 2,343件のうち 805件

（34.3％）あり、このうち、予定価格を設定していた 326件の落札率をみたところ、表

12のとおり、見積合わせの平均落札率は 96.27％で、前記の入札が行われた場合の平

均落札率 87.79％（表 6参照）や見積競争の平均落札率 91.90％（表 11参照）に比べて高

くなっていた。
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表 12 見積合わせの落札率の状況 （単位：件）

調達
区分

年
度（
平
成
）

施設の建設 資機材の調達等 計

契約
件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率

契約
件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率

契約
件数

左の
うち
予定
価格
あり

平均
落札率最低 平均 最高 最低 平均 最高

本邦
調達

15 0 0 ― ― ― 0 0 ―

16 0 0 ― ― ― 0 0 ―

17 0 0 ― ― ― 0 0 ―

18 0 0 ― ― ― 0 0 ―

19 0 0 ― ― ― 0 0 ―

計 0 0 ― ― ― 0 0 ―

現地
調達

15 5 2 77.87％ 88.93％ 100.00％ 172 62 40.59％ 96.19％ 100.00％ 177 64 95.96％

16 5 2 100.00％ 100.00％ 100.00％ 162 49 80.00％ 97.63％ 100.00％ 167 51 97.73％

17 1 0 ― ― ― 145 59 34.62％ 95.03％ 100.00％ 146 59 95.03％

18 4 1 82.55％ 82.55％ 82.55％ 230 107 66.62％ 97.24％ 100.00％ 234 108 97.10％

19 4 3 97.76％ 98.59％ 99.12％ 77 41 69.49％ 94.36％ 100.00％ 81 44 94.65％

計 19 8 77.87％ 94.52％ 100.00％ 786 318 34.62％ 96.31％ 100.00％ 805 326 96.27％

合計

15 5 2 77.87％ 88.93％ 100.00％ 172 62 40.59％ 96.19％ 100.00％ 177 64 95.96％

16 5 2 100.00％ 100.00％ 100.00％ 162 49 80.00％ 97.63％ 100.00％ 167 51 97.73％

17 1 0 ― ― ― 145 59 34.62％ 95.03％ 100.00％ 146 59 95.03％

18 4 1 82.55％ 82.55％ 82.55％ 230 107 66.62％ 97.24％ 100.00％ 234 108 97.10％

19 4 3 97.76％ 98.59％ 99.12％ 77 41 69.49％ 94.36％ 100.00％ 81 44 94.65％

計 19 8 77.87％ 94.52％ 100.00％ 786 318 34.62％ 96.31％ 100.00％ 805 326 96.27％

� 特命随契

特命随契は、表 4のとおり、分析の対象とした契約 2,343件のうち 538件（22.9％）

あり、このうち、予定価格を設定していた 354件の落札率をみたところ、表 13のと

おり、平均落札率は 98.72％で、上記の見積合わせの平均落札率より 2ポイント程度

高くなっていた。また、本邦調達（資機材の調達等）199件は、調達先が特定の国際機

関に限定されていたり、過去の無償資金協力事業等により調達された機材のフォロー

アップとして部品等を調達するものであって調達先が限定されていたりするもので

あった。
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表 13 特命随契の落札率の状況 （単位：件）

調達
区分

年
度（
平
成
）

施設の建設 資機材の調達等 計

契約
件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率

契約
件数

左の
うち
予定
価格
あり

落札率

契約
件数

左の
うち
予定
価格
あり

平均
落札率最低 平均 最高 最低 平均 最高

本邦
調達

15 48 44 91.63％ 99.13％ 100.00％ 48 44 99.13％

16 59 55 96.51％ 99.90％ 100.00％ 59 55 99.90％

17 45 37 93.66％ 99.82％ 100.00％ 45 37 99.82％

18 27 20 96.51％ 99.50％ 100.00％ 27 20 99.50％

19 20 16 98.56％ 99.91％ 100.00％ 20 16 99.91％

計 199 172 91.63％ 99.64％ 100.00％ 199 172 99.64％

現地
調達

15 3 2 100.00％ 100.00％ 100.00％ 53 23 92.40％ 100.40％ 120.68％ 56 25 100.37％

16 6 2 100.00％ 100.00％ 100.00％ 66 33 90.38％ 98.93％ 100.00％ 72 35 98.99％

17 1 0 ― ― ― 62 30 83.34％ 97.10％ 100.00％ 63 30 97.10％

18 2 2 93.22％ 96.61％ 100.00％ 98 61 63.27％ 97.16％ 100.00％ 100 63 97.15％

19 3 3 98.17％ 99.39％ 100.00％ 45 26 78.66％ 96.25％ 100.00％ 48 29 96.57％

計 15 9 93.22％ 99.04％ 100.00％ 324 173 63.27％ 97.78％ 120.68％ 339 182 97.84％

合計

15 3 2 100.00％ 100.00％ 100.00％ 101 67 91.63％ 99.56％ 120.68％ 104 69 99.58％

16 6 2 100.00％ 100.00％ 100.00％ 125 88 90.38％ 99.53％ 100.00％ 131 90 99.54％

17 1 0 ― ― ― 107 67 83.34％ 98.60％ 100.00％ 108 67 98.60％

18 2 2 93.22％ 96.61％ 100.00％ 125 81 63.27％ 97.74％ 100.00％ 127 83 97.71％

19 3 3 98.17％ 99.39％ 100.00％ 65 42 78.66％ 97.64％ 100.00％ 68 45 97.76％

計 15 9 93.22％ 99.04％ 100.00％ 523 345 63.27％ 98.71％ 120.68％ 538 354 98.72％

落札率の状況についての分析は、以上のとおりである。資機材の調達等に係る四つの

契約方式の中で平均落札率が最も高いものは特命随契であり、次に、見積合わせ、見積

競争、競争契約の順になっている。

� 契約の競争性・透明性の向上に向けた財団法人海外漁業協力財団の取組の状況

15年度から 19年度までに国から補助金や委託費の交付を受けて技術協力を実施してい

る公益法人について検査したところ、海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の

契約を締結しているのは、水産庁から補助金の交付を受けて技術協力を実施している農林

水産省所管の財団法人海外漁業協力財団（以下「財団」という。）のみであった。一方、財団

の予算により被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約は見受けられなかっ

た。

財団は、海外漁場の確保を図るために、入漁協定を締結するなど我が国との関係が深い

国に対して、水産業の開発振興に寄与することを目的として海外漁業協力事業によるプロ

ジェクトタイプの技術協力を実施しており、それらの国に水産技術専門家を派遣するとと

もに必要に応じて資機材を供与している。

ア 財団法人海外漁業協力財団における契約入札手続等

財団は、財団法人海外漁業協力財団会計規程（昭和 48年 6月 2日適用）及び財団法人海

外漁業協力財団会計規程細則（昭和 48年 6月 2日適用。以下、これらを「財団会計規程等」

という。）を定めている。契約の方式については、原則一般競争入札によることとして、
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契約の性質又は目的が一般競争入札に付することに適さないときなどは指名競争入札又

は随意契約とすることができるとしている。そして、随意契約によることができる場合

として、国の基準に合わせて予定価格が 250万円を超えない工事若しくは製造又は予定

価格が 160万円を超えない加工、修正若しくは物件の購入をする場合のほか、外国で契

約をする場合等の要件を挙げている。

財団が 15年度から 19年度までに締結した海外での施設の建設や海外向けの資機材の

調達等の契約のうち、財団会計規程等で契約書を作成しなければならないとされている

150万円（外国で契約するときは 200万円）を超える契約件数及び契約金額は、表 14の

とおりとなっている。

表 14 海外での施設の建設及び海外向けの資機材の調達等に係る契約件数、契約金額等（単位：件、円）

年 度
（平成）

施設の建設（現地調達） 資機材の調達等（本邦調達＋現地調達） 計

件数
�

件数
割合
�／�

金額
�

金額
割合
�／�

件数
�

件数
割合
�／�

金額
�

金額
割合
�／�

件数
�

金額
�

15 4 11.7％ 66,706,514 18.2％ 30 88.2％ 299,376,625 81.7％ 34 366,083,139

16 1 3.3％ 7,147,428 2.2％ 29 96.6％ 311,403,018 97.7％ 30 318,550,446

17 2 6.0％ 7,588,689 2.2％ 31 93.9％ 329,031,735 97.7％ 33 336,620,424

18 1 2.8％ 6,644,220 1.4％ 34 97.1％ 462,029,524 98.5％ 35 468,673,744

19 1 2.8％ 14,668,933 3.6％ 34 97.1％ 389,060,717 96.3％ 35 403,729,650

計 9 5.3％ 102,755,784 5.4％ 158 94.6％ 1,790,901,619 94.5％ 167 1,893,657,403

調査の対象とした契約 167件の約 95％が資機材の調達等に係る契約であり、施設の

建設に係る契約はすべて現地調達であった。これらのうち資機材の調達等に係る契約を

本邦調達と現地調達に分けると、表 15のとおり、件数で約 64％、契約金額で約 85％

が本邦調達であった。

表 15 資機材の調達等に係る契約件数、契約金額等 （単位：件、円）

年 度
（平成）

本邦調達 現地調達 計

件数
�

件数
割合
�／�

金額
�

金額
割合
�／�

件数
�

件数
割合
�／�

金額
�

金額
割合
�／�

件数
�

金額
�

15 19 63.3％ 255,957,267 85.4％ 11 36.6％ 43,419,358 14.5％ 30 299,376,625

16 21 72.4％ 278,267,512 89.3％ 8 27.5％ 33,135,506 10.6％ 29 311,403,018

17 16 51.6％ 252,489,790 76.7％ 15 48.3％ 76,541,945 23.2％ 31 329,031,735

18 22 64.7％ 418,284,795 90.5％ 12 35.2％ 43,744,729 9.4％ 34 462,029,524

19 23 67.6％ 322,552,777 82.9％ 11 32.3％ 66,507,940 17.0％ 34 389,060,717

計 101 63.9％ 1,527,552,141 85.2％ 57 36.0％ 263,349,478 14.7％ 158 1,790,901,619

イ 契約の競争性・透明性の向上に向けた取組の状況

財団は、本邦調達における一般競争入札の実施に当たっては、より多くの入札参加者

を確保するために、我が国で広く発行されている業界紙に競争入札の公告を行うととも

に、20年 7月から財団のホームページにおいてすべての競争入札について公告を行う

ことにして、より多くの企業へ情報の提供を行っている。
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財団は、海外駐在員事務所等による現地調達の場合は、信頼できる業者との随意契約

によらざるを得ないとしている。これらの事情に加えて、海外で施設の建設を行う場合

は、設計図書の作成、予定価格の設定、信頼できる業者の選定等の作業が生ずるため、

海外駐在員や専門家しか配置していない海外駐在員事務所等においては入札会が実施で

きる体制にないことも、随意契約によらざるを得ない理由であるとしている。

しかし、財団は、施設の建設に当たり、過去に相手国政府等の協力を得て指名競争入

札を実施したことがあり、今後も比較的大規模な施設の建設を行う場合には、条件が整

えば同様の手法により指名競争入札を導入するなどして、契約の競争性・透明性を高め

ていきたいとしている。

� 財団法人海外漁業協力財団における落札率の状況（予定価格、入札、落札、不落随契等

契約の状況）

ア 予定価格

財団は、財団会計規程等において予定価格の設定を義務付けており、その作成方法に

ついては、積算参考資料、原則 3者から徴する見積書又はコンサルタントによる見積書

によることとしている。しかし、随意契約の場合は、契約の性質上予定価格の設定を要

しないと認めるときは、これを省略できるとしている。

財団が 15年度から 19年度までに締結した海外での施設の建設や海外向けの資機材の

調達等に係る契約 167件について、契約方式別の予定価格の設定状況を示すと、表 16

のとおりとなっている。

表 16 契約方式別の予定価格の設定状況 （単位：件）

契約方式 予定価格
の設定

施設の建設 資機材の調達等
計

現地調達 本邦調達 現地調達

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

一般競争
契約

有 0 ― 17 100.0％ 2 100.0％ 19 100.0％

無 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

計 0 ― 17 100.0％ 2 100.0％ 19 100.0％

指名競争
契約

有 1 100.0％ 56 100.0％ 0 ― 57 100.0％

無 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

計 1 100.0％ 56 100.0％ 0 ― 57 100.0％

随意契約

有 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

無 8 100.0％ 28 100.0％ 55 100.0％ 91 100.0％

計 8 100.0％ 28 100.0％ 55 100.0％ 91 100.0％

合 計

有 1 11.1％ 73 72.2％ 2 3.5％ 76 45.5％

無 8 88.8％ 28 27.7％ 55 96.4％ 91 54.4％

計 9 100.0％ 101 100.0％ 57 100.0％ 167 100.0％

財団は、一般競争契約（19件）や指名競争契約（57件）においては、すべて予定価格を

設定していたが、随意契約（91件）においては、財団会計規程等に基づき、契約の性質

上予定価格の設定を要しないとして、すべて予定価格の設定を省略していた。このこと

について、財団は、随意契約の大半を実施している海外駐在員事務所等においては、調
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達環境の違いなどにより、通常現地業者は受注を前提として見積書を提出することなど

から、事前に徴した見積書を基に予定価格を設定することは困難であると説明してい

る。また、本邦調達における随意契約においても、緊急を要するなどの理由から予定価

格の設定は困難であるとしている。

イ 入札

財団が 15年度から 19年度までに締結した海外での施設の建設や海外向けの資機材の

調達等の契約について、契約方式別に件数を分けると、表 17のとおり、一般競争入札

や指名競争入札に付した契約（それぞれ不落随契になったものを含む。）は、本邦調達に

おいては 101件のうち 73件（72.2％）であったが、現地調達においては 66件のうち 3件

（4.5％）にすぎなかった。

表 17 契約方式別の海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約件数等 （単位：件）

契約方式

施設の建設 資機材の調達等 合計

現地調達 本邦調達 現地調達 本邦調達 現地調達 計

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

競争
契約

一般競争 0 ― 17 16.8％ 2 3.5％ 17 16.8％ 2 3.0％ 19 11.3％

指名競争 1 11.1％ 56 55.4％ 0 ― 56 55.4％ 1 1.5％ 57 34.1％

計 1 11.1％ 73 72.2％ 2 3.5％ 73 72.2％ 3 4.5％ 76 45.5％

随意契約 8 88.8％ 28 27.7％ 55 96.4％ 28 27.7％ 63 95.4％ 91 54.4％

合計 9 100.0％ 101 100.0％ 57 100.0％ 101 100.0％ 66 100.0％ 167 100.0％

契約に至るまでの状況は、表 18のとおり、契約件数 167件のうち、入札会において

落札されたものが 55件（32.9％）、落札に至らず不落随契となったものが 21件

（12.5％）、当初から随意契約を行ったものが 91件（54.4％）となっていた。

表 18 入札から契約に至るまでの状況 （単位：件）

入札・契約区分

施設の建設 資機材の調達等

合計 契約
割合年度（平成）

計 契約
割合

年度（平成）
計 契約

割合15 16 17 18 19 15 16 17 18 19

第 1回入札会 1 0 0 0 0 1 13 10 14 21 17 75 76

落
札

当初� 0 0 0 0 0 0 ― 8 9 9 12 8 46 29.1％ 46 27.5％

再度� 1 0 0 0 0 1 11.1％ 1 1 1 0 1 4 2.5％ 5 2.9％

再々度� 0 0 0 0 0 0 ― 1 0 0 1 2 4 2.5％ 4 2.3％

不
調

0 0 0 0 0 0 3 0 4 8 6 21 21

不落随契� 0 0 0 0 0 0 ― 3 0 4 8 6 21 13.2％ 21 12.5％

落札契約 計（�＋�＋�） 1 0 0 0 0 1 11.1％ 10 10 10 13 11 54 34.1％ 55 32.9％

随意契約� 3 1 2 1 1 8 88.8％ 17 19 17 13 17 83 52.5％ 91 54.4％

契約 合計（�＋�＋�＋�＋�） 4 1 2 1 1 9 100.0％ 30 29 31 34 34 158 100.0％ 167 100.0％

ウ 落札

入札により落札者が決定した契約 55件を海外での施設の建設に係るものと海外向け

の資機材の調達等に係るものに分けて、その落札率をみると、表 19のとおりとなって

いる。
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表 19 落札率の状況 （単位：件）

年
度（
平
成
）

施設の建設 資機材の調達等 計

入札
件数

落札
件数

落札率

入札
件数

落札
件数

落札率

入札
件数

落札
件数

平均
落札率最低 平均 最高 最低 平均 最高

15 1 1 92.61％ 92.61％ 92.61％ 13 10 70.41％ 88.37％ 99.81％ 14 11 88.76％

16 0 0 ― ― ― 10 10 67.50％ 84.30％ 97.13％ 10 10 84.30％

17 0 0 ― ― ― 14 10 72.34％ 86.55％ 97.10％ 14 10 86.55％

18 0 0 ― ― ― 21 13 64.14％ 89.99％ 99.87％ 21 13 89.99％

19 0 0 ― ― ― 17 11 89.47％ 95.95％ 99.94％ 17 11 95.95％

計 1 1 92.61％ 92.61％ 92.61％ 75 54 64.14％ 89.21％ 99.94％ 76 55 89.27％

落札に至った入札における入札参加者数別の落札率について、調達区分別にみると、

表 20のとおりとなっている。

表 20 落札に至った入札における入札参加者数別の落札率 （単位：件、者）

調達
区分

年度
（平成） 落札件数 1者 2者 3者 4者 5者 6者 7者 8者 平均

本邦
調達

15 10 0 2 5 1 2 0 0 0 3.3

16 10 0 1 2 0 2 3 0 2 5.2

17 10 0 1 5 3 0 1 0 0 3.5

18 12 1 5 4 1 1 0 0 0 2.6

19 10 3 6 1 0 0 0 0 0 1.8

合計 52 4 15 17 5 5 4 0 2 3.2

割合 100.0％ 7.6％ 28.8％ 32.6％ 9.6％ 9.6％ 7.6％ ― 3.8％

累計 4 19 36 41 46 50 50 52

累計
割合 7.6％ 36.5％ 69.2％ 78.8％ 88.4％ 96.1％ 96.1％ 100.0％

平均落札率 97.28％ 90.85％ 91.89％ 87.26％ 79.00％ 86.21％ ― 67.55％

現地
調達

15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―

18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.0

19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.0

合計 3 0 0 2 1 0 0 0 0 3.3

割合 100.0％ ― ― 66.6％ 33.3％ ― ― ― ―

累計 0 0 2 3 3 3 3 3

累計
割合 ― ― 66.6％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

平均落札率 ― ― 96.04％ 92.85％ ― ― ― ―
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調達
区分

年度
（平成） 落札件数 1者 2者 3者 4者 5者 6者 7者 8者 平均

合計

15 11 0 2 6 1 2 0 0 0 3.2

16 10 0 1 2 0 2 3 0 2 5.2

17 10 0 1 5 3 0 1 0 0 3.5

18 13 1 5 5 1 1 0 0 0 2.6

19 11 3 6 1 1 0 0 0 0 2.0

合計 55 4 15 19 6 5 4 0 2 3.2

割合 100.0％ 7.2％ 27.2％ 34.5％ 10.9％ 9.0％ 7.2％ ― 3.6％

累計 4 19 38 44 49 53 53 55

累計
割合 7.2％ 34.5％ 69.0％ 80.0％ 89.0％ 96.3％ 96.3％ 100.0％

平均落札率 97.28％ 90.85％ 92.33％ 88.19％ 79.00％ 86.21％ ― 67.55％

財団が締結した契約においては、表 19のとおり、平均落札率が年々高くなる傾向に

あり、19年度には 95.95％になっている。このことについて、財団は、事業予算が年々

縮小傾向にあり、 1件当たりの契約金額が少額となり受注業者にとって魅力がなくなっ

てきたこと、納入先が島しょ国等で交通の利便性が悪く経費がかさむことなどから、表

20のとおり、入札に参加する業者数が年々減少しているためであると説明している。

エ 不落随契

財団が締結した海外向けの資機材の調達等に係る契約で一般競争入札及び指名競争入

札を実施したもの 75件のうち、不落随契になったものが、本邦調達において 21件あっ

た。

オ 随意契約

財団が締結した海外での施設の建設に係る契約 9件のうち 8件（88.8％）、海外向け資

機材の調達等に係る契約 158件のうち 83件（52.5％）、計 91件（54.4％）は当初から随意

契約を行っていた。そして、これらの大部分を占める 63件は、現地調達であった。こ

のことについて、財団は、前記のとおり、現地調達は随意契約によらざるを得ないとし

ており、また、本邦調達の 28件については、緊急を要する契約であること、財団会計

規程等に定める少額随契であることなどを理由としている。

3 検査の結果に対する所見

� 検査の結果の概要

本院は、政府開発援助の無償資金協力及び技術協力における契約入札手続等についての

検査の要請を受けて、19年次の無償資金協力に引き続き、20年次は、技術協力において

被援助国政府が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約の状況、我が国援助実施機関

が実施する海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約の状況について検査し

た。

検査の結果、表 21のとおり、13府省庁が行う技術協力において、被援助国政府が実施

する施設の建設や資機材の調達等の契約は見受けられなかった。また、13府省庁が実施

する海外での施設の建設や海外向けの資機材の調達等の契約も見受けられなかった。

JICAが行う技術協力において、被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契
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約は見受けられなかった。また、JICAが、会計規程により契約書を作成して行う海外で

の施設の建設に係る契約は 99件、海外向けの資機材の調達等に係る契約は本邦調達 397

件と現地調達 1,847件を合わせて 2,244件あり、合計は 2,343件であった。

各府省が所管する公益法人のうち、技術協力として海外での施設の建設や海外向け資機

材の調達等の契約を締結しているのは、農林水産省所管の財団法人海外漁業協力財団のみ

であり、同財団が、財団会計規程等により契約書を作成して行う海外での施設の建設に係

る契約は 9件あり、また、海外向けの資機材の調達等に係る契約は本邦調達 101件と現地

調達 57件を合わせて 158件あり、合計は 167件であった。一方、財団の予算により被援

助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約は見受けられなかった。

表 21 援助実施機関別の施設の建設や資機材の調達等に係る契約の件数 （単位：件）

援助実施機関

施設の建設 資機材の調達等

合 計被援助国

が 実 施

我が国援助実
施機関が実施 被援助国

が 実 施

我が国援助実
施機関が実施

本邦
調達

現地
調達

本邦
調達

現地
調達 計

13 府 省 庁 ― ― ― ― ― ― ― ―

J I C A ― ― 99 ― 397 1,847 2,244 2,343

財団法人海外漁業協
力財団 ― ― 9 ― 101 57 158 167

ア JICA

本院は、JICAにおける契約の競争性・透明性の向上に向けた取組及び落札率の状況

について分析を行った。

� JICAにおける契約の競争性・透明性の向上に向けた取組の状況

JICAは、本邦調達を行う際は、原則として一般競争入札に付すことにしている。

また、現地調達を行う際も、調達業務の透明化・適正化に努めることにしているが、

開発途上国における調達環境は我が国と大きく異なり、現地調達の契約の相手方は現

地法人であり、国によっては入札の方法が異なったり、入札という考え方自体が商慣

習として存在していなかったりするなどの課題も多いため、すべての在外事務所で一

律に一般競争入札等を行うことは困難であり、随意契約にせざるを得ない場合が多い

としている。しかし、そのような場合であっても、複数業者から見積りを徴して、価

格競争を行う指名見積競争を実施することにより、可能な限り競争性を高めるよう努

めることとしている。そのため、在外事務所は、内規により業者登録制度を設けるこ

ととしているが、業者登録簿を整備している事務所は全事務所の約 3割であった。

また、JICAは、他の契約の予定価格が類推されるおそれがあるとして予定価格を

公表してこなかったが、入札結果等の調達関連情報を迅速に公表して、透明性の確保

を図ることとして 20年 4月から、他の契約の予定価格が類推されるおそれがある場

合等を除き、本邦調達及び現地調達のいずれの場合も競争に付した案件及び一部の随

意契約案件について同年 1月分にさかのぼり、予定価格を公表することにしている。

� JICAにおける落札率の状況（予定価格、入札、落札、不落随契等の状況）

JICAにおける落札率の状況のうち予定価格については、本邦調達での資機材の調

第
4
章

第
2
節

国
会
か
ら
の
検
査
要
請
事
項
に
関
す
る
報
告

第
4

― 1066―



達等に係る契約 397件のうち、会計規程に基づき予定価格の設定が省略されていた場

合等を除く 318件は、予定価格が設定されていた。一方、現地調達の場合、施設の建

設に係る契約 99件のうち、予定価格の設定が省略されていた場合等を除く 78件は予

定価格が設定されており、また、資機材の調達等に係る契約 1,847件のうち予定価格

の設定が省略されていた場合等を除く 1,039件は予定価格が設定されていたが、32件

は現地の商慣習等の理由により予定価格が設定されておらず、この中には会計規程に

基づく事務手続をとることなく予定価格の設定を省略しているものが見受けられた。

JICAの在外事務所においては、入札や契約の事務に携わったことのない職員や現

地採用職員が多いため、調達のための体制は十分ではない。また、現地調達において

仕様の決定や予定価格の設定等を行う際の事務は、当該国の法令、慣習等により、我

が国で行う場合と異ならざるを得ない場合が多い。

入札については、競争性があるとされる契約は本邦調達においては 397件のうち

198件（49.8％）であったが、現地調達においては 1,946件中 802件（41.2％）であった。

そして、一般競争入札が実施されていたのは、本邦調達においては 397件中 145件

（36.5％）であったが、現地調達においては 1,946件中 92件（4.7％）と極めて少なかっ

た。

落札については、本邦調達の場合は、すべて資機材の調達等に係るものであり、15

年度から 19年度までの落札件数 130件の平均落札率は 83.73％であった。そして、

現地調達の場合は、施設の建設に係る契約で予定価格が設定されていた落札件数 38

件の平均落札率は 91.52％、資機材の調達等に係る契約で予定価格が設定されていた

落札件数 155件の平均落札率は 90.27％であった。資機材の調達等に係る落札に至っ

た入札における入札参加者数をみると、本邦調達にあっては平均 3.8者、現地調達に

あっては平均 2.9者であった。不落随契については、本邦調達で 15件、現地調達で

32件、計 47件あった。

随意契約の状況については、施設の建設に係る現地調達 99件中 47件、資機材の調

達等に係る本邦調達 397件中 252件及び現地調達 1,847件中 1,658件、計 1,957件が

随意契約であった。そして、これらのうち 614件は見積競争によるものであった。見

積競争が実際に競争性を高めたものとなっていたか分析したところ、競争入札を行っ

た場合と平均落札率に大きな差は見受けられなかった。

イ 財団法人海外漁業協力財団

本院は、財団における契約の競争性・透明性の向上に向けた取組及び落札率の状況に

ついて分析を行った。

� 財団における契約の競争性・透明性の向上に向けた取組の状況

財団は、原則として一般競争入札により契約することとして、より多くの入札参加

者を確保するために、業界紙に競争入札公告を行うことなどにより多くの企業への情

報提供を行っているとしている。

� 財団における落札率の状況（予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況）

財団における落札率の状況のうち予定価格については、財団は、一般競争契約又は

指名競争契約においてはすべて予定価格を設定していたが、外国で契約する場合等は

随意契約を認めており、現地調達の大部分を占める随意契約においては、開発途上国
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における調達環境の違いなどにより、事前に見積書を徴することが困難であるとして

予定価格の設定を省略していた。

入札については、一般競争契約又は指名競争契約が本邦調達においては 72.2％で

あったが、現地調達においては 4.5％にすぎなかった。

落札については、平均落札率が年々高くなる傾向にあり、19年度には 95.95％に

なっている。このことについて財団は、事業予算が年々縮小傾向にあり、 1件当たり

の契約金額が少額となり受注業者にとって魅力がなくなってきたこと、納入先が島

しょ国等で交通の利便性が悪く経費がかさむことなどから、入札に参加する業者数が

年々減少しているためであると説明している。不落随契については、本邦調達におい

て 21件あった。

� 所見

ア JICA

JICAにおいては、現地調達の 32件の中には、会計規程に基づく事務手続をとること

なく予定価格の設定を省略しているものが見受けられた。これは、在外事務所の特殊事

情を考慮しても適切とは認められない。

現地調達を行う際は、一般競争入札又は指名競争入札に付すことができるものは限定

的であるとして、随意契約を締結せざるを得ない場合が多いとしているが、入札に付し

難い場合には可能な限り指名見積競争により契約を締結するよう努力して、契約の競争

性を高めていくことが望まれる。そのためにも、指名業者の選定がし
�

意的にならないよ

うに、在外事務所において、業者の登録制度を確立しておく必要がある。

JICAは、他の契約の予定価格が類推されるおそれがあるとして、予定価格を公表し

てこなかったが、20年から他の契約の予定価格が類推されるおそれがあるなどの場合

を除き予定価格を公表している。JICAにおいては、契約の競争性・透明性の向上に向

けて、落札率の状況（予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況）について引き続き

公表するなどの努力を行っていく必要がある。

JICAの在外事務所においては、現地調達を行う際の事務は、我が国で行う場合と異

ならざるを得ない場合が多いことから、そのような場合は、理事長の指定により、又は

理事長の承認を受けて会計規程と異なる処理をすることができるとした規定に従い、適

正な手続をとるなどして、適切な処理を行う必要があると認められる。

イ 財団法人海外漁業協力財団

財団においては、入札参加業者数が年々減少しているが、これに歯止めをかけるた

め、引き続きより多くの企業への情報提供に努めて、入札参加業者の確保を図っていく

ことなどが望まれる。

財団は、随意契約の場合には、一定金額以上の調達に当たっては予定価格を設定する

ことなど、契約の競争性・透明性の向上に向けた一層の努力が望まれる。

以上のとおり報告する。

そして、本院としては、20年 10月に政府開発援助の一元的な実施機関として新 JICA

が発足することにかんがみ、今後とも無償資金協力及び技術協力において、契約の競争

性・透明性の一層の向上に向けた取組が着実に行われ、施設の建設や資機材の調達等の契

約が適切に実施されているか多角的な観点から引き続き検査していくこととする。
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第 5 ODA事業の執行状況について

要請を受諾した
年月日

平成 17年 6月 8日

検 査 の 対 象 外務省、独立行政法人国際協力機構

検 査 の 内 容 政府開発援助（ODA）についての検査要請事項

報告を行った年
月日

平成 20年 10月 8日

1 検査の背景

� 検査の要請の内容

会計検査院は、平成 17年 6月 8日、参議院から、国会法第 105条の規定に基づき下記

事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し

同日検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してその検

査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

� 検査の対象

外務省、独立行政法人国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）

� 検査の内容

政府開発援助（ODA）についての次の各事項

1 開発コンサルタント、NPO等への委託契約の状況について

特に

・対コスタリカ ODAにおける株式会社パシフィックコンサルタンツインターナ

ショナル（PCI）に係る不祥事の概要、同種事案の有無

・外務省、JICA及び JBICの PCI等日本の開発コンサルタント会社に対する事

務・業務の委託契約の状況

2 草の根・人間の安全保障無償援助の実施状況について

3 スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について

� 平成 15年度決算審査措置要求決議の内容

参議院決算委員会は、17年 6月 7日に検査を要請する旨の上記の決議を行っている

が、同日に「平成 15年度決算審査措置要求決議」を行っている。

このうち、スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況に係る要請に関する項目の内容は、次

のとおりである。
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15 スマトラ沖地震に対する緊急援助の実施状況について

昨年末に発生したスマトラ沖地震及びインド洋津波被害に関し、我が国は 5億ドルを

限度とする協力を関係国及び国際機関等に対して無償で供与することを決定した。この

うちの半分の 2億 5,000万ドルはユニセフ、世界食糧基金等の国際機関経由で、残りの

2億 5,000万ドルはインドネシア、スリランカ等の被災国に直接送金されている。しか

し、後者の二国間供与分については、資金が相手側に届いているにもかかわらず、調達

がまだ実施されていない部分がある。

政府は、今後の緊急支援においてその趣旨が生かされないというものがないよう、ス

マトラ沖地震に関し緊急支援として供与した援助について、その実施状況を調査する必

要がある。

� これまでの会計検査の実施状況

前記の要請により実施したこれまでの会計検査の結果については、18年 9月 21日及び

19年 9月 12日に、会計検査院長から参議院議長に対して報告した（以下、18年 9月の報

告を「18年報告」、19年 9月の報告を「19年報告」という。）。

18年報告及び 19年報告のうち「スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について」は、

「検査の結果に対する所見」において、それぞれ、ノン・プロジェクト無償資金協力事業

（以下「ノンプロ無償資金協力事業」という。）に係る資金の執行状況について引き続き検査

を実施して、その検査の結果を取りまとめが出来次第報告することとした。

2 スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について

� 18年報告の概要

ア 18年報告の検査の観点、着眼点、対象及び方法

18年報告の検査の観点、着眼点、対象及び方法は、次のとおりである。

� 18年報告の検査の観点及び着眼点

本院は、有効性等の観点から、次の点に着眼して検査した。

� 16年 12月 26日に発生したスマトラ沖地震及びインド洋津波被害（以下「津波等

災害」という。）に対する被災国及び国際機関からの要請に対して、我が国政府はど

のようにして財政的支援の規模、方法を決定したか

� 緊急援助物資供与及び緊急無償資金協力事業については、相手国においてどのよ

うに受け入れられて実施されているか、供与された物資や資金は、その趣旨に沿っ

て使用されているか

� ノンプロ無償資金協力事業に供与された資金（以下「ノンプロ無償資金」という。）

については、国別に、

a 相手国において援助がどのように受け入れられて実施されているか、被災地に

おける需要の把握及び事業内容の決定がどのようになされているか

b 供与された資金は交換公文、附属文書等に従って使用されているか、各案件に

係る契約手続や資金の支払は決定された事業内容に従って行われているか、契約

手続や資金の支払が遅延しているものはないか

c 援助の対象となった施設及び機材は、当初決定された事業内容に即して被災地
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においてその趣旨に沿って使用されているか

� 18年報告の検査の対象

本院は、津波等災害に際して、我が国が無償で供与することを決定した 5億米ドル

のうち、二国間供与分の緊急援助としてインドネシア共和国、モルディブ共和国、ス

リランカ民主社会主義共和国（以下「スリランカ共和国」という。）及びタイ王国の 4か

国（以下「 4か国」という。）に供与した次の財政的支援 2億 5000万米ドル相当を対象と

して検査した。

� 独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency。以下

「JICA」という。）が 4か国に対して実施した緊急援助物資供与

� 外務省が 4か国のうちタイ王国を除く 3か国（以下「 3か国」という。）に対して実

施した緊急無償資金協力事業及びノンプロ無償資金協力事業

� 18年報告の検査の方法

本院は、外務本省及び JICA本部において会計実地検査を行い、我が国政府の対応

状況、援助の制度的枠組み、実施手順等について説明を聴取したほか、在外公館及び

JICAの在外事務所からの報告資料等に基づき事業の実施状況について検査した。ま

た、職員を 3か国に派遣して、在外公館及び JICAの在外事務所において会計実地検

査を行い、相手国事業実施機関等から提出された報告書等の関係書類に基づき事業の

実施状況について検査した。

また、本院は、相手国の協力が得られた範囲で、事業の実施状況について相手国事

業実施機関等から説明を聴取した。さらに、一部の案件については、外務省の職員等

の立会いの下に、事業の進ちょく状況を確認するなど実地に調査した。

イ 18年報告の検査の結果に対する所見

18年報告の検査の結果に対する所見は、次のとおりである。

我が国は、 4か国を始めとしてインド洋沿岸諸国が大規模な被害を受けた前例のない津

波等災害に対して、相手国の要請及び緊急首脳会議における支援措置等の合意などを受け

て当面の復旧・復興に必要となる支援額としての援助の規模を決定した。

このうち 4か国に対する緊急援助物資供与については、会計検査院は、我が国が援助の

要請に応じて供与した物資が、災害発生直後の 17年 1月 5日までに 4か国に対してすべ

て引き渡されていたことを、関係書類等で確認した。そして、これらの物資は、被災地に

届けられその趣旨に沿って使用されているとの説明を受けた。

また、 3か国に対する緊急無償資金協力については、我が国が援助の要請に応じて供与

した資金は、使途報告書によれば、スリランカ共和国では 17年 4月、モルディブ共和国

では同年 6月までにその趣旨に沿って使用されたとしていた。そして、インドネシア共和

国については、18年 1月に提出された使途報告書によれば、17年 2月 1日に我が国から

供与された資金は全額支出済であるとしていたが、我が国以外から供与された資金も合わ

せた全体額について、津波等災害に関する援助のために使用されたとする報告となってお

り、我が国の供与した資金の具体的使途等を特定することができない状況となっていた。

3か国に対するノンプロ無償資金協力事業については、17年 1月にインドネシア共和

国に対しては 146億円、モルディブ共和国に対しては 20億円、スリランカ共和国に対し

第
4
章

第
2
節

国
会
か
ら
の
検
査
要
請
事
項
に
関
す
る
報
告

第
5

― 1071―



ては 80億円が供与されて以来、 3か国とも交換公文に定められた使用期限である 12か月

以内に調達口座へ資金の移動がすべてなされ、我が国と各相手国との間における政府間協

議会によって、分野の別に実施する案件の内容が決定されていた。

そして、案件実施のために締結した契約の実績額について、資金供与額に対する契約締

結済額の割合である契約締結率は、18年 3月末現在、モルディブ共和国及びスリランカ

共和国では 90％以上であるのに比べて、インドネシア共和国では 58.4％となっている。

ノンプロ無償資金による事業の内容は、 3か国とも、施設の工事に係る契約が多く契約

締結に先立って工事前の詳細設計等が必要であり時間を要すること、また契約締結後も工

事の完了までに相応の工期を要し、工事の進ちょくに応じて資金を支払うことになってい

ることから、資金供与額に対する支払済額の割合である支払率は、インドネシア共和国で

は 20.5％、モルディブ共和国では 30.2％、スリランカ共和国では 42.8％となっていた。

また、 3か国とも、供与されたノンプロ無償資金はすべて政府口座から調達口座に移動

されていたが、調達口座における残高状況をみると、ノンプロ無償資金が供与されて 1年

2か月を経過した 18年 3月末において、インドネシア共和国では約 116億円、モルディ

ブ共和国では約 14億円、スリランカ共和国では約 46億円が残されていた。

ノンプロ無償資金協力事業は、津波等災害に対する緊急援助として実施されたものであ

るため、相手国において、速やかに、必要な施設が建設され機材が調達されて、被災地等

で災害復旧・復興のために使用されることが必要である。

したがって、会計検査院としては、本件ノンプロ無償資金協力事業によって施設が建設

され、機材が調達されて完了することとなる事業について、施設の建設や機材の調達のた

めの資金の執行状況について引き続き検査を実施し、取りまとめが出来次第報告すること

とする。

また、今回実施されたノンプロ無償資金協力事業は、従来のノンプロ無償資金協力事業

と比べて大規模なものであり、対象となった事業のうちには、中長期的な事業効果が期待

される施設の案件も含まれている。外務省においては、17年 12月に中間評価を公表し、

さらに、今後とも同様な評価を行うことにしている。

そして、会計検査院としては、緊急援助の最終受益者である被災地の住民に援助が届

き、また、中長期的な事業効果が発現されるかどうか、外務省が行う本件ノンプロ無償資

金協力事業に対する評価を踏まえた上で、今後の利活用の状況について注視していく。

なお、会計検査院は、我が国を含めた各国等からインドネシア共和国政府に供与された

津波等災害の援助資金による復興再建事業に対して同国会計検査院が行う会計検査活動を

支援するための国際会議等に参加し、協力を行ってきている。

� 19年報告の概要

ア 19年報告の検査の観点、着眼点、対象及び方法

19年報告の検査の観点、着眼点、対象及び方法は、次のとおりである。

� 19年報告の検査の観点及び着眼点

本院は、18年報告において記述したノンプロ無償資金協力事業に係る検査の観点

及び着眼点と同様に、有効性等の観点から次の点に着眼して検査した。

� 相手国において援助がどのように受け入れられて実施されているか、被災地にお
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ける需要の把握及び事業内容の決定がどのようになされているか

� 供与された資金は交換公文、附属文書等に従って使用されているか、各案件に係

る契約手続や資金の支払は決定された事業内容に従って行われているか、契約手続

や資金の支払が遅延しているものはないか

� 援助の対象となった施設及び機材は、当初決定された事業内容に即して被災地に

おいてその趣旨に沿って使用されているか

� 19年報告の検査の対象

18年報告の検査の結果に対する所見で記述したとおり、本院は、外務省が 3か国

に対して実施したノンプロ無償資金協力事業を対象として、この事業によって施設が

建設されて、機材が調達されて完了することとなる事業に係る資金の執行状況につい

て、19年次においても引き続き検査した。

� 19年報告の検査の方法

本院は、18年報告において記述した検査の方法と同様に、外務本省及び JICA本部

において会計実地検査を行い、我が国政府の対応状況、援助の制度的枠組み、実施手

順等について説明を聴取したほか、在外公館及び JICAの在外事務所からの報告資料

等に基づき事業の実施状況について検査した。また、職員を 3か国に派遣して、在外

公館及び JICAの在外事務所において会計実地検査を行い、相手国事業実施機関等か

ら提出された報告書等の関係書類に基づき事業の実施状況について検査した。

また、本院は、相手国の協力が得られた範囲で、事業の実施状況について相手国事

業実施機関等から説明を聴取した。さらに、一部の案件については、外務省の職員等

の立会いの下に、事業の進ちょく状況を確認するなど実地に調査した。

イ 19年報告の検査の結果に対する所見

19年報告の検査の結果に対する所見は、次のとおりである。

ア 会計検査院は、我が国が 17年 1月にインドネシア共和国に対して 146億円、モル

ディブ共和国に対して 20億円、スリランカ共和国に対して 80億円の資金を供与したノ

ンプロ無償資金協力事業の実施状況について、18年次に引き続き 19年次においても、

施設の建設や機材の調達のために供与された資金の執行状況を中心に、有効性等の観点

から検査した。

案件実施のために締結した契約についてみると、表 15のとおり、資金供与額に対す

る契約締結済額の割合である契約締結率は、19年 3月末現在、モルディブ共和国及び

スリランカ共和国では 18年 3月末現在と同様に 90％以上となっており、インドネシア

共和国では 18年 3月末現在の 58.4％から 89.8％に上昇していた。

資金供与額に対する支払済額の割合である支払率は、19年 3月末現在、インドネシ

ア共和国では 62.7％、モルディブ共和国では 80.9％、スリランカ共和国では 77.5％と

なっていた。これは、ノンプロ無償資金による事業の内容は、施設の工事に係る契約が

多く、契約締結後も工事の完了までに相応の工期を要し、工事の進ちょくに応じて資金

を支払うことになっているため、18年 3月末現在に比べて工事が進ちょくし、 3か国

の 19年 3月末現在の支払率が上昇したことによるものである。そして、調達口座にお

ける残高は、19年 3月末において、インドネシア共和国では約 54億円、モルディブ共
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和国では約 4億円、スリランカ共和国では約 18億円に減少していた。

表 15 3か国の資金の執行状況の推移

国 名 年 月

政府口座から
調達口座への
受入金額

（円）

調達口座での資金の執行状況

契約 支払
支払後の残高
（無単位は円、
＄は米ドル）件

数 金額（円）
契約締
結率
（％）

金額（円） 支払率
（％）

インドネシア
共 和 国

18年
3月末 14,600,059,325 108 8,526,959,242 58.4 2,990,672,270 20.5 11,609,387,055

19年
3月末 14,600,059,325 169 13,106,386,978 89.8 9,156,431,271 62.7 5,443,628,054

モルディブ
共 和 国

18年
3月末 2,000,002,235 20 1,956,669,286 97.8 604,208,723 30.2

136,066,407
$10,504,212.91
邦貨換算額計
1,396,571,956

19年
3月末 2,000,002,235 21 1,891,686,658 94.6 1,617,101,824 80.9

5,633,264
$3,182,777.54
邦貨換算額計

387,566,568

スリランカ
共 和 国

18年
3月末 8,000,009,316 86 7,506,743,290 93.8 3,423,649,226 42.8 4,576,364,911

19年
3月末 8,000,009,316 96 7,778,198,010 97.2 6,201,120,890 77.5 1,798,893,247

注� 契約件数には JICSとの調達代理契約が含まれ、契約金額にはその概算額（上限額）が含まれ

る。

注� 「政府口座から調達口座への受入金額」には我が国から供与された資金のほかに、政府口座に
おいて発生し調達口座に入金された利息（インドネシア共和国 59,325円、モルディブ共和国

2,235円、スリランカ共和国 9,316円）を含む。

注� モルディブ共和国及びスリランカ共和国における「支払後の残高」は、調達口座において発生

した利息が含まれているため、「政府口座から調達口座への受入金額」から「支払」欄の金額を差

し引いた金額とは一致しない。

注� インドネシア共和国及びモルディブ共和国については、一部の案件において締結された既存

の契約が解除され、これに代わり新規に契約を締結するなどしているものがあり、モルディブ

共和国では、18年 3月末現在と比べて、契約締結率は低下している。

注� 「契約締結率（％）」及び「支払率（％）」は小数点第 2位以下を四捨五入している。

イ ノンプロ無償資金協力事業の中には、契約が締結されたが給付が完了に至っていない

案件や、一部の案件において締結された既存の契約が解除され、これに代わり新規に契

約を締結するなどしているものも見受けられる。これらの案件については、外務省にお

いて、被災地における需要等に応じた的確な実施や給付の早期完了に向けて相手国政府

と一層連携し、また、相手国政府に働きかけを継続して行うことが必要である。

ノンプロ無償資金協力事業は、津波等災害に対する緊急援助として実施されたもので

あるため、相手国において、速やかに必要な施設が建設され機材が調達されて、これら

の施設や機材が被災地等で災害復旧・復興のために使用されることが必要である。

したがって、会計検査院としては、本件ノンプロ無償資金協力事業によって施設が建

設され、機材が調達されて完了することとなる事業に係る資金の執行状況について引き

続き検査し、取りまとめが出来次第報告することとする。

また、事業が更に進ちょくし、ノンプロ無償資金協力事業が完了することとなった場
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合には、中長期的な事業効果が期待される災害復興のための施設の案件も含まれている

ことなどから、外務省においては、事業効果の評価を的確に行うことが必要である。

そして、会計検査院としては、緊急援助の最終受益者である被災地の住民に援助が届

き、また、中長期的な事業効果が発現されるかどうか、外務省が行う本件ノンプロ無償

資金協力事業に対する評価を踏まえた上で、今後の利活用の状況について引き続き検査

していくこととする。

� 20年次の検査における検査の観点、着眼点、対象及び方法

ア 検査の観点及び着眼点

本院は、18年報告及び 19年報告において記述したノンプロ無償資金協力事業に係る

検査の観点及び着眼点を踏まえて、有効性等の観点から次の点に着眼して検査した。

� 外務省は、給付が完了していない案件や既存の契約を解除して新たに契約を締結す

ることにしている案件等について、その早期の完了や的確な実施に向けて、どのよう

な対応をしているか

� 供与された資金は交換公文、附属文書等に従って使用されているか、各案件に係る

契約手続や資金の支払は決定された事業内容に従って行われているか、契約手続や資

金の支払が遅延しているものはないか

� 援助の対象となった施設及び機材は、当初決定された事業内容に即して被災地にお

いてその趣旨に沿って使用されているか

イ 検査の対象

19年報告の検査の結果に対する所見で記述したとおり、本院は、外務省が 3か国に

対して実施したノンプロ無償資金協力事業を対象として、この事業によって施設が建設

されて、機材が調達されて完了することとなる事業に係る資金の執行状況について、20

年次においても引き続き検査した。

ウ 検査の方法

本院は、18年報告及び 19年報告において記述した検査の方法と同様に、外務本省及

び JICA本部において会計実地検査を行い、我が国政府の対応状況、援助の制度的枠組

み、実施手順等について説明を聴取したほか、在外公館及び JICAの在外事務所からの

報告資料等に基づき事業の実施状況について検査した。また、職員をインドネシア共和

国及びモルディブ共和国の 2か国（以下「 2か国」という。）に派遣して、在外公館及び

JICAの在外事務所において会計実地検査を行い、相手国事業実施機関等から提出され

た報告書等の関係書類に基づき事業の実施状況について検査した。

また、本院は、相手国の協力が得られた範囲で、事業の実施状況について相手国事業

実施機関等から説明を聴取した。さらに、一部の案件については、外務省の職員等の立

会いの下に、事業の進ちょく状況を確認するなど実地に調査した。

なお、スリランカ共和国については、20年 1月以降、同国の治安状況が悪化したた

め、今回、本院は同国における会計実地検査を実施することができなかったが、モル

ディブ共和国における現地調査に立ち会った在スリランカ日本国大使館（モルディブ共

和国を兼轄）の職員等からスリランカ共和国の状況について説明を聴取した。
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本院は、20年次に実施した本件事案の検査において、在庁して関係書類の分析等の

検査を行ったほか、43.7人日を要して、外務本省、JICA本部等に対する会計実地検査

及び 2か国における現地調査を行った。

� 検査の結果

ア 3か国に対するノンプロ無償資金協力事業の概要

� ノンプロ無償資金協力事業の制度的枠組み

我が国は、今回の津波等災害の甚大さ及び緊急性にかんがみて、津波等災害による

損害に対処するための事業の実施に迅速に貢献することを目的として、昭和 62年度

から行われてきたノンプロ無償資金協力事業の枠組みにより資金供与を実施すること

にした。そして、その際、迅速な調達を行うことを可能にするため、従来認められて

いなかった被援助国内における現地調達を認めることにした。また、ノンプロ無償資

金協力事業は原則として物品の調達を対象としていたが、被災状況に応じた柔軟かつ

的確な支援を行うことを可能にするため、施設の建設のほか輸送、医療活動等の役務

の調達を認めることにした。さらに、ノンプロ無償資金協力事業で調達した物品が無

償で被災者等に配布されたり、公共事業に使われたりすることを想定して、調達した

資機材を相手国内で売却するなどして得た対価を積み立てる見返り資金の積立義務を

免除するなど枠組みに変更を加えた。

� 事業の実施手順

平成 17年 1月 17日に閣議決定されて、外務省が同日に 3か国と取り交わした交換

公文及び附属文書によれば、同省は資金を相手国政府が開設した日本国内の銀行口座

（以下「政府口座」という。）に、同年 3月末までに円貨で支払うこととなっている。

そして、相手国政府は、この資金（この資金から発生した利息を含む。以下同じ。）

による必要な資機材等の調達に当たっては、附属文書の規定によって、事業の円滑な

実施と適切な調達の実施が確保できるように、調達代理機関を選定することとなって

いる。そして、相手国政府と調達代理機関とが締結した契約（以下「調達代理契約」と

いう。）に基づき、調達代理機関が相手国政府に代わって資機材等の調達に必要な業務

を行い、相手国政府は調達代理手数料を支払うこととなっている。

ノンプロ無償資金協力事業は、特定の事業の実施を前提として資金を供与するもの

ではなく、また、より迅速な援助を実施するとの観点から、一般プロジェクト無償資

金協力事業で行われている事前調査としての JICAによる基本設計調査は行われてい

ない。しかし、今回のノンプロ無償資金協力事業では、多くの施設の設置や修復案件

を対象にしていることから、JICAは、別途実施していた緊急開発調査等において、

相手国政府の要請を受けて、必要に応じてノンプロ無償資金協力事業で対象としてい

る施設の設計等を取り込んで実施した。

外務省は、 3か国に対して、調達代理機関として財団法人日本国際協力システム

（Japan International Cooperation System。以下「JICS」という。）を推薦して、 3か国

は、17年 1月又は 2月に JICSと調達代理契約を締結した。この調達代理契約による

と、JICSは、相手国政府から調達を希望する資機材等の品目の提示を受けた後、資

機材等の代金の支払に必要な資金を政府口座から調達代理機関としての JICSの口座
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（以下「調達口座」という。）に受け入れて、調達口座から、業者に代金を支払うことと

なっている。そして、JICSは、調達代理機関として行ったすべての支払や調達口座

における資金の残高についての定期報告書や資金の使用がすべて終わった後の最終報

告書を相手国政府と我が国の外務省に提出することとなっている。また、外務省は、

JICSから上記の報告書の提出を受けるほか、事業の進ちょく状況や契約の実績につ

いても報告を受けることとなっている。これらを通じて、相手国政府及び外務省は、

契約の履行や事業の進ちょく状況を確認することができることになっている。

� 援助の実施

外務省は、 3か国から我が国に対して援助の要請があったことを受けて、17年 1

月 19日に、ノンプロ無償資金協力事業に充てるため、16年度一般会計予算の（項）経

済協力費（目）政府開発援助経済開発等援助費から、表 1のとおり、 3か国に計 246億

円の資金を供与した。

表 1 ノンプロ無償資金協力事業による資金の供与 （単位：億円）

国名
内訳 インドネシア共和国 モルディブ共和国 スリランカ共和国 計

供 与 額 146 20 80
246

供与年月日 平成 17年 1月 19日 平成 17年 1月 19日 平成 17年 1月 19日

イ ノンプロ無償資金協力事業の実施状況

� 資金の執行状況

20年 3月末現在で案件実施のために締結した契約の契約締結率（資金供与額に対す

る契約締結済額の割合）、支払率（資金供与額に対する支払済額の割合）及び調達口座

における残高等の推移についてみると表 2のとおりとなっていた。
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表 2 3か国の資金の執行状況の推移

国 名 年 月

政府口座から
調達口座への
受入金額

（円）

調達口座での資金の執行状況

契約締結 支払 支払後の残高（無
単位は円、＄は
米ドル、LKRは
ス リ ラ ン カ ル
ピー）

件
数 金額（円）

契約締
結率
（％）

金額（円） 支払率
（％）

インドネシア
共 和 国

平成
18年
3月末

14,600,059,325 108 8,526,959,242 58.4 2,990,672,270 20.5 11,609,387,055

19年
3月末 14,600,059,325 169 13,106,386,978 89.8 9,156,431,271 62.7 5,443,628,054

20年
3月末 14,600,059,325 177 14,410,499,844 98.7 13,327,126,106 91.3 1,272,933,219

モルディブ
共 和 国

18年
3月末 2,000,002,235 20 1,956,669,286 97.8 604,208,723 30.2

136,066,407
$10,504,212.91
邦貨換算額計
1,396,571,956

19年
3月末 2,000,002,235 21 1,891,686,658 94.6 1,617,101,824 80.9

5,633,264
$3,182,777.54
邦貨換算額計

387,566,568

20年
3月末 2,000,002,235 20 1,858,914,573 92.9 1,754,557,496 87.7

0
$2,098,827.31
邦貨換算額計

251,859,277

スリランカ
共 和 国

18年
3月末 8,000,009,316 86 7,506,743,290 93.8 3,423,649,226 42.8 4,576,364,911

19年
3月末 8,000,009,316 96 7,778,198,010 97.2 6,201,120,890 77.5 1,798,893,247

20年
3月末 8,000,009,316 97 7,907,704,728 98.8 7,152,277,548 89.4

836,879,261
LKR9,802,259.89
邦貨換算額計

847,736,589

計 20年
3月末 24,600,070,876 294 24,177,119,145 98.3 22,233,961,150 90.4

2,109,812,480
$2,098,827.31

LKR9,802,259.89
邦貨換算額計
2,372,529,085

注� 契約締結件数には JICSとの調達代理契約が含まれ、契約締結金額にはその概算額（上限額）が含

まれる。

注� 「政府口座から調達口座への受入金額」には我が国から供与された資金のほかに、政府口座にお
いて発生して調達口座に入金された利息（インドネシア共和国 59,325円、モルディブ共和国 2,235

円、スリランカ共和国 9,316円）を含む。

注� モルディブ共和国及びスリランカ共和国における「支払後の残高」は、調達口座において発生し

た利息が含まれているため、「政府口座から調達口座への受入金額」から「支払」欄の金額を差し引

いた金額とは一致しない。

注� 「契約締結率（％）」及び「支払率（％）」は、小数点第 2位以下を四捨五入している。

� 案件に係る契約の進ちょく状況

20年 3月末現在で案件に係る契約の進ちょく状況の推移についてみると、表 3の

とおりとなっていた。
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表 3 3か国の案件に係る契約進ちょく状況の推移

国 名 年 月 案件
数

予定契
約件数

契約進ちょくの段階

契約相手方の
選定開始件数

契約締結の
終了件数

契約に基づく給
付の完了件数

インドネシア
共 和 国

平成 18年
3月末 14 123 111 107 45

19年
3月末 15 174 171 168 129

20年
3月末 15 177 177 176 169

モルディブ
共 和 国

18年
3月末 3 19 19 19 8

19年
3月末 3 20 20 20 15

20年
3月末 3 19 19 19 15

スリランカ
共 和 国

18年
3月末 14 94 85 85 26

19年
3月末 14 96 96 95 54

20年
3月末 14 97 97 96 76

ウ 外務省におけるノンプロ無償資金協力事業の実施に関する評価等

外務省は、18年報告で記述したように、津波等災害の発生から 1年後の 17年 12月

に、「スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害 2国間無償資金協力に係る中間評価報告

書」を公表して、その報告書において、ノンプロ無償資金協力事業の案件の進ちょく状

況、案件の妥当性、施設及び機材の活用度、案件完了後に期待される効果等についての

中間評価を記述している。そして、外務省は、ノンプロ無償資金協力事業が完了してい

ないことから事後評価を行っていないが、事業が進ちょくして 20年 12月までにすべて

の事業が完了する見通しとなったことから、21年中に事後評価を実施する予定であ

り、その具体的な時期、内容等について検討中であるとしている。

本院としては、ノンプロ無償資金協力事業が実施中であるため、外務省による事後評

価が行われておらず、援助の対象となった施設及び機材が被災地において事業の趣旨に

沿って使用されているかを検査する段階にはないが、同事業が完了した後において外務

省が実施する事後評価を踏まえて、中長期的な事業効果が発現されているかどうかにつ

いて、引き続き検査していくこととする。

� 検査の結果に対する所見

ア 本院は、我が国が 17年 1月にインドネシア共和国に対して 146億円、モルディブ共

和国に対して 20億円、スリランカ共和国に対して 80億円の資金を供与したノンプロ無

償資金協力事業の実施状況について、18、19両年次に引き続き 20年次においても、施

設の建設や機材の調達のために供与された資金の執行状況を中心に、有効性等の観点か

ら検査した。
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案件実施のために締結した契約についてみると、資金供与額に対する契約締結済額の

割合である契約締結率は、20年 3月末現在、インドネシア共和国では 98.7％、モル

ディブ共和国では 92.9％、スリランカ共和国では 98.8％となっていた。そして、資金

供与額に対する支払済額の割合である支払率は、20年 3月末現在、インドネシア共和

国では 91.3％、モルディブ共和国では 87.7％、スリランカ共和国では 89.4％となって

いた。

このように、契約締結率に比べて支払率が低くなっているのは、ノンプロ無償資金に

よる事業の内容は、施設の工事に係る契約が多く、契約締結後も工事の完了までに相応

の工期を要して、工事の進ちょくに応じて資金を支払うことになっているためである。

しかし、資金供与後 3年余りが経過して工事が進ちょくしたことなどにより、 3か国の

合計で支払率が 90.4％にまで上昇して、契約締結率との差がなくなってきている。ま

た、調達口座における残高も、20年 3月末において、インドネシア共和国では約 13億

円、モルディブ共和国では約 3億円、スリランカ共和国では約 8億円にまで減少してい
か し

る。さらに、その残高には、工事の進ちょくに応じて今後支払うこととなる額や瑕疵担

保の保証期間が経過すれば支払うこととなる額等が含まれているため、残高は今後一層

減少することになる。そして、外務省の説明によれば、 3か国において、今後新たに締

結する予定の契約はないとしている。

ノンプロ無償資金協力事業の中には、表 4のとおり、20年 3月末において、契約は

締結したが資材の調達や作業員の確保ができなかったこと、治安状況が悪化したこと、

契約を解除して新たな契約を締結したことなどから、契約に基づく給付が完了していな

い案件が見受けられた。しかし、相手国事業実施機関等の説明によれば、これらの案件

についても、20年 12月までにはすべての給付が完了するとしている。

表 4 給付完了率の状況 （単位：案件）

国 名 給付完了率 100％ 50％以上
100％未満 50％未満 計

インドネシア
共 和 国

平成
18年 3月末現在 0 5 9 14

19年 3月末現在 2 9 4 15

20年 3月末現在 12 2 1 15

モルディブ
共 和 国

18年 3月末現在 0 1 2 3

19年 3月末現在 1 2 0 3

20年 3月末現在 2 1 0 3

スリランカ
共 和 国

18年 3月末現在 3 3 8 14

19年 3月末現在 8 3 3 14

20年 3月末現在 11 2 1 14

計

18年 3月末現在 3 9 19 31

19年 3月末現在 11 14 7 32

20年 3月末現在 25 5 2 32

また、当初の契約見込額と契約締結額との間に差額が生じたこと、治安状況の悪化等

から事業を中止したこと、請負業者の不履行で契約を解除したことなどにより、最終的

には供与額に未使用額が生ずることになる。外務省は、 3か国が実施した津波復興事業
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の費用の一部にこの未使用額を充てる案等について、 3か国政府と協議を行っていると

している。

そして、外務省は、この状況を受けて、21年中に事後評価を実施することにしてい

る。

なお、 3か国のうちスリランカ共和国については、同国の治安状況が悪化したため、

本院は同国における会計実地検査を実施することができなかったが、モルディブ共和国

における現地調査に立ち会った在スリランカ日本国大使館の職員等からスリランカ共和

国の状況について説明を聴取した。

イ 本件ノンプロ無償資金協力事業の実施に関して、外務省は、給付が完了していない一

部の案件について、早期の完了を確実なものにするため、相手国政府と一層連携して、

相手国政府に対する働きかけを継続して行う必要がある。

また、中止又は解除した契約のうちに、請負業者に支払った前払金等が返還されてい

ない事態が見受けられた。このまま前払金等が返還されない場合には、資金が有効に活

用されないことになることから、外務省は、早期の返還が実現するよう相手国政府に対

する働きかけを継続して行う必要がある。

さらに、外務省は、供与額の最終的な使用額及び未使用額を明らかにするとともに、

未使用額については、相手国政府と十分協議の上、資金の適切な活用方法を検討する必

要がある。

本件ノンプロ無償資金協力事業は、16年 12月 26日に発生した大地震及びそれに伴

う大規模な津波による被害に対する緊急援助として実施されたものであるが、17年 1

月 19日に 3か国に供与された計 246億円による施設の建設や機材の調達等の案件は、

3年余りを経過して、給付が完了したものが着実に増加してきている。これらの施設や

機材が、被災地等における災害復旧・復興のため、今後とも有効に活用されることが望

まれる。

以上のとおり報告する。

そして、本院としては、 3か国への供与額の最終的な使用額及び未使用額について、外

務省から報告を受けるとともに、同省が事業完了後に行うとしている本件ノンプロ無償資

金協力事業に対する事後評価を踏まえた上で、未使用額の具体的な活用結果を含めて、中

長期的な事業効果について引き続き検査していくこととする。
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第 6 独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について

要請を受諾した
年月日

平成 19年 6月 12日

検 査 の 対 象 全独立行政法人 102法人

検 査 の 内 容 上記の独立行政法人についての検査要請事項

報告を行った年
月日

平成 20年 11月 7日

1 検査の背景及び実施状況

� 検査の要請の内容

会計検査院は、平成 19年 6月 11日、参議院から、国会法第 105条の規定に基づき下記

事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し

同月 12日検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してそ

の検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

� 検査の対象

全独立行政法人

� 検査の内容

独立行政法人についての次の各事項

� 業務及び財務の状況

� 各独立行政法人における契約制度、落札率等入札、契約の状況

� 平成 17年度決算審査措置要求決議の内容

参議院決算委員会は、19年 6月 11日に検査を要請する旨の上記の決議を行っている

が、同日に「平成 17年度決算審査措置要求決議」を行っている。

このうち、上記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。

1 特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について

特殊法人が独立行政法人や株式会社に移行するに当たり、会計基準の変更に伴い発生

した欠損金等について、法律に基づき、国からの出資金や貸付金を減少させるなどの会

計上の処理が行われることがあるが、その結果として減少した国の資産の額は必ずしも

明らかにはなっていない。また、特殊法人等の独立行政法人化により、運営費交付金の

使途などに関する国会における財政統制が困難になっている。

政府は、特殊法人の独立行政法人化等に伴い減少した国の資産の額及び減少した理由

について法人別に明確にし、説明責任を果たすべきである。また、政策金融機関の整

理・統合に当たっては、会計基準の変更に伴い発生する欠損金を国の資産により手当て

することに慎重であるべきであり、今後、これら欠損金について措置を講じた場合は、

その内容を本委員会に報告すべきである。さらに、独立行政法人化により無償譲渡され
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た政府資産の処分状況を始め、運営費交付金の使途及び剰余金の状況等については、そ

の内容を厳しく精査し、情報公開に努めるべきである。

2 独立行政法人の業務発注に係る契約方式及び事務事業の見直しについて

独立行政法人の業務発注に係る契約方式に関して、随意契約の限度額を国の基準より

も高く設定している法人が数多く見られるほか、一般競争入札方式でありながら落札率

100％で発注している例も散見される。

また、関連法人への天下りが多数に上るほか、それらの関連法人に対し、随意契約で

業務を発注している実態が明らかになっている。

政府は、101独立行政法人すべてを対象に見直しを行い、年内を目途に整理合理化計

画を策定することとしているが、このような状況にかんがみ、その業務発注に係る契約

方式及び事務事業について徹底した調査、見直しを行うべきである。

� 独立行政法人制度等の概要

ア 独立行政法人制度の概要

独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施され

ることが必要な事務・事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のない

もののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又

は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせるこ

とを目的として設立される法人である。

政府は、中央省庁等改革の一環として、13年 4月に、国が直接行っていた事務・事

業を実施させるために 57の独立行政法人を設立して、その後、15年 10月には、特殊

法人等改革に伴い特殊法人等から移行するなどした 31の独立行政法人を設立するな

ど、独立行政法人制度の導入を進めており、その数は、20年 3月末現在で表 1のとお

り 102法人となっている。

独立行政法人の運営の基本、監督、職員の身分その他制度の基本となる共通的な枠組

みは、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）において定め

られている。独立行政法人の制度を設けるに当たっては、独立行政法人を所管する主務

大臣の監督、関与その他国の関与を必要最小限のものとすることとされており、独立行

政法人の目標設定と評価については、通則法等において、次のような仕組みが定められ

ている。

� 主務大臣は、 3年以上 5年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営

に関する目標（以下「中期目標」という。）を定めて、これを独立行政法人に指示する。

そして、独立行政法人は、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための計画

（以下「中期計画」という。）を作成して、主務大臣の認可を受ける。また、独立行政法

人の事業年度（以下「年度」という。）は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとされて

おり、独立行政法人は、毎年度の開始前に、中期計画に基づき、その年度の業務運営

に関する計画（以下「年度計画」という。）を定めて、主務大臣に届け出る。

主務大臣が独立行政法人に指示する中期目標においては、「中期目標の期間」、「業

第
4
章

第
2
節

国
会
か
ら
の
検
査
要
請
事
項
に
関
す
る
報
告

第
6

― 1083―



務運営の効率化に関する事項」、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項」、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重

要事項」について定める。そして、中期計画においては、業務運営の効率化に関する

目標を達成するため執るべき措置、予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資

金計画、剰余金の使途等の事項を定める。また、年度計画においては、中期計画に定

めた事項に関して、当該年度において実施すべき事項を含めなければならない。

� 独立行政法人の各年度及び中期目標の期間における業務の実績については、独立行

政法人の主務省（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。）に

置かれる独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が評価を行う。評価委

員会による各年度における業務の実績の評価（以下「年度評価」という。）は、当該年度

における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分

析の結果を考慮して当該年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして

行う。また、総務省に置かれる政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「審議会」と

いう。）は、評価委員会の実施した評価の結果について意見を述べることができる。

中期目標の期間の終了時において、主務大臣は、独立行政法人の組織及び業務の全

般にわたる検討を行い、その検討結果を業務運営の方法、組織の在り方等に反映させ

るよう所要の措置を講ずる。また、審議会は、独立行政法人の主要な事務・事業の改

廃に関して、主務大臣に勧告することができる。

イ 独立行政法人整理合理化計画の策定

政府は、「経済財政改革の基本方針 2007」（平成 19年 6月 19日閣議決定）において、現行

の独立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、制度創設後の様々な改革と整合的

なものになっているかなどについて、原点に立ち返って見直すこととして、101独立行

政法人
（注 1）

について、民営化や民間委託の是非を検討し、19年内を目途に独立行政法人整

理合理化計画（以下「整理合理化計画」という。）を策定することとして、19年 8月には、

「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」（平成 19年 8月 10日閣議決定。以

下「基本方針」という。）を定めている。そして、独立行政法人制度の導入後、人件費の削

減、財政支出の削減、自己収入の増加、透明性の確保等の成果がある一方、一部でいわ

ゆる官製談合の舞台となるなど、国民の信頼回復が喫緊の課題となっているなどとし

て、政府は、基本方針等に基づき整理合理化計画（平成 19年 12月 24日閣議決定）を策定

して、これを着実に実行することとしている。

整理合理化計画では、各独立行政法人の事務・事業及び組織等について講ずべき措置

として、事務・事業の見直し、法人の廃止・民営化等についての検討の基本的な考え方

や各独立行政法人について講ずべき措置が定められているほか、独立行政法人の見直し

に関して講ずべき横断的措置として、次のとおり、保有資産の見直し、随意契約の見直

し、関連法人等との人・資金の流れの在り方等に関する事項等が定められている。

（注 1） 本院の検査に当たっては、平成 19年 10月に設立された独立行政法人郵便貯金・簡易生

命保険管理機構も含めて、102法人を対象とした。

� 保有資産の見直し

保有資産の見直しに関して、整理合理化計画では、各独立行政法人は、保有する合

理的理由が認められない土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着実に推進し
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て、適切な形で財政貢献を行うこと、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立

金の国庫返納を行うことなどが定められている。

� 随意契約の見直し

随意契約の見直しに関して、基本方針は、独立行政法人の契約について一般競争入

札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、「競争性のない随意契約」は含まない。以

下同じ。）の導入、範囲拡大等を図るための見直しを行い、独立行政法人ごとに随意契

約見直し計画を策定することとしている。そして、これに基づき、各独立行政法人が

策定した随意契約見直し計画によると、101独立行政法人全体で、18年度に締結した

「競争性のない随意契約」約 1兆円のうち、約 7割を一般競争入札等に計画的に移行す

ることとしている。

また、整理合理化計画において、各独立行政法人の契約は、原則として一般競争入

札等によることとして、各独立行政法人は、随意契約によることができる限度額等の

基準について、国と同額の基準に設定するよう 19年度中に措置すること、各法人が

策定した随意契約見直し計画を着実に実施することにより、「競争性のない随意契約」

の比率を国並みに引き下げること、契約が一般競争入札等による場合であっても、特

に企画競争又は公募を行う場合には、真に競争性、透明性が確保される方法により実

施することなどが定められている。

� 関連法人等との人・資金の流れの在り方

関連法人等との人・資金の流れの在り方に関して、整理合理化計画では、各独立行

政法人は、関連法人との間における人と資金の流れについて透明性を確保するため、

関連法人への再就職の状況及び関連法人との間の補助・取引等の状況について、一体

としての情報開示を実施するとともに、関連法人への再就職に関連して不適正な契約

の発生等がある場合には、その責任において、人と資金の流れについて適正化を図る

ことなどが定められている。

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、各独立行政法人の業務、財

務、入札、契約の状況を横断的に調査・分析するとともに、業務の実施状況や財務の状況

はどのようになっているか、契約事務が適切に行われて、公正性、競争性及び透明性が確

保されているかなどに着眼して検査を実施した。

検査は、全独立行政法人 102法人（表 1参照）を対象とした。そして、検査の実施に当

たっては、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第 3号）に基づき各独立行政法人から本院

に提出された財務諸表等のほか、業務、財務、入札、契約の状況について本院が作成及び

提出を求めた調書等を在庁して分析するとともに、全独立行政法人の本部等 102か所のほ

か、支部等 1,320か所のうち 132か所を抽出して会計実地検査を行った。
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表 1 検査対象とした独立行政法人（平成 20年 3月末現在）

主 務 省 検 査 対 象 法 人 主 務 省 検 査 対 象 法 人

内 閣 府 独立行政法人国立公文書館 厚生労働省 独立行政法人労働政策研究・研修機構

独立行政法人国民生活センター 独立行政法人雇用・能力開発機構

独立行政法人北方領土問題対策協会 独立行政法人労働者健康福祉機構

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 独立行政法人国立病院機構

総 務 省 独立行政法人情報通信研究機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

独立行政法人統計センター 独立行政法人医薬基盤研究所

独立行政法人平和祈念事業特別基金 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 年金積立金管理運用独立行政法人

外 務 省 独立行政法人国際協力機構 農林水産省 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

独立行政法人国際交流基金 独立行政法人種苗管理センター

財 務 省 独立行政法人酒類総合研究所 独立行政法人家畜改良センター

独立行政法人造幣局 独立行政法人水産大学校

独立行政法人国立印刷局 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

独立行政法人通関情報処理センター 独立行政法人農業生物資源研究所

独立行政法人日本万国博覧会記念機構 独立行政法人農業環境技術研究所

文部科学省 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人国際農林水産業研究センター

独立行政法人大学入試センター 独立行政法人森林総合研究所

独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人水産総合研究センター

独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人農畜産業振興機構

独立行政法人国立国語研究所 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人国立科学博物館 独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人緑資源機構

独立行政法人防災科学技術研究所 経済産業省 独立行政法人経済産業研究所

独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人工業所有権情報・研修館

独立行政法人国立美術館 独立行政法人日本貿易保険

独立行政法人国立文化財機構 独立行政法人産業技術総合研究所

独立行政法人教員研修センター 独立行政法人製品評価技術基盤機構

独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本貿易振興機構

独立行政法人理化学研究所 独立行政法人原子力安全基盤機構

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 独立行政法人情報処理推進機構

独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

独立行政法人日本芸術文化振興会 独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人日本学生支援機構 国土交通省 独立行政法人土木研究所

独立行政法人海洋研究開発機構 独立行政法人建築研究所

独立行政法人国立高等専門学校機構 独立行政法人交通安全環境研究所

独立行政法人大学評価・学位授与機構 独立行政法人海上技術安全研究所

独立行政法人国立大学財務・経営センター 独立行政法人港湾空港技術研究所

独立行政法人メディア教育開発センター 独立行政法人電子航法研究所

独立行政法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人航海訓練所

厚生労働省 独立行政法人国立健康・栄養研究所 独立行政法人海技教育機構

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 独立行政法人航空大学校

独立行政法人勤労者退職金共済機構 自動車検査独立行政法人

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人国際観光振興機構

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 独立行政法人水資源機構
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主 務 省 検 査 対 象 法 人 主 務 省 検 査 対 象 法 人

国土交通省 独立行政法人自動車事故対策機構 国土交通省 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

独立行政法人空港周辺整備機構 独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人海上災害防止センター 環 境 省 独立行政法人国立環境研究所

独立行政法人都市再生機構 独立行政法人環境再生保全機構

独立行政法人奄美群島振興開発基金 防 衛 省 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

注� 独立行政法人農林漁業信用基金の主務省は財務省及び農林水産省、独立行政法人奄美群島振興開

発基金の主務省は財務省及び国土交通省、独立行政法人住宅金融支援機構の主務省は財務省及び国

土交通省であるが、便宜上、本表のように記載している。

注� 独立行政法人平和祈念事業特別基金は平成 22年 9月 30日までに解散することとされている。
注� 独立行政法人通関情報処理センターは平成 20年 10月 1日に輸出入・港湾関連情報処理センター
株式会社に移行している。

注� 独立行政法人緑資源機構は平成 20年 4月 1日に解散して、独立行政法人森林総合研究所及び独
立行政法人国際農林水産業研究センターが事業の一部を承継している。

（以下、各法人の名称中「独立行政法人」は記載を省略した。）

2 検査の結果

� 業務及び財務の状況

ア 業務の状況

各独立行政法人の目的及び業務の範囲については、各法人の名称、目的、業務の範囲

等に関する事項を定める法律（以下「個別法」という。）等において明確に定めるものとす

るとされており、独立行政法人の業務が国民のニーズとは無関係に自己増殖的に膨張す

ることを防止することとされている。また、独立行政法人制度においては、前記のとお

り、目標設定と評価の仕組みが制度化されており、この仕組みは、独立行政法人制度が

有効に機能するために重要な位置付けを有するものである。

そこで、業務の状況については、上記を踏まえて、主として各法人において実施され

ている業務の内容やその改廃の状況、目標設定と評価の状況について調査・分析した。

� 独立行政法人の統廃合及び勘定の改廃による業務の状況

a 独立行政法人の統廃合による業務の状況

前記のとおり、主務大臣は、中期目標の期間の終了時において、独立行政法人の

組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その検討結果を業務運営の方法、組織の

在り方等に反映するよう所要の措置を講ずることとされている。これまでの主務大

臣による見直しに基づいて、20年 3月末までに統廃合された独立行政法人の状況

は、表 2のとおりである。すなわち、統廃合の対象とされた 23法人は 9法人に整

理されて、14法人が削減されているが、統廃合された法人が行っていた業務の状

況をみると、22法人は統合先法人に承継されており、 1法人（消防研究所）は国に

再度移管されている。
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表 2 独立行政法人の統廃合による業務の状況（平成 20年 3月末現在）

統廃合
年 月 統廃合された法人（23法人） 業務を承継、移管された法人等

（ 9法人、国）

平成

18. 4 消防研究所 消防研究センター（国）

18. 4

国立オリンピック記念青少年総合センター

国立青少年教育振興機構国立青年の家

国立少年自然の家

18. 4
産業安全研究所

労働安全衛生総合研究所
産業医学総合研究所

18. 4

農業・生物系特定産業技術研究機構

農業・食品産業技術総合研究機構
農業工学研究所

食品総合研究所

農業者大学校

18. 4
水産総合研究センター

水産総合研究センター
さけ・ます資源管理センター

18. 4
土木研究所

土木研究所
北海道開発土木研究所

18. 4
海技大学校

海技教育機構
海員学校

19. 4
国立博物館

国立文化財機構
文化財研究所

19. 4

農林水産消費技術センター

農林水産消費安全技術センター肥飼料検査所

農薬検査所

19. 4
森林総合研究所

森林総合研究所
林木育種センター

b 勘定の改廃による業務の状況

独立行政法人の中には、個別法の規定により当該法人の特定の業務に係る経理と

その他の業務に係る経理との区分（以下、区分した経理単位を「勘定」という。）が義

務付けられているものがある。

検査の対象とした 102法人について、法人設立時から 20年 3月末までに、業務

の追加又は廃止により、新たな勘定の設置又は既存の勘定の廃止が行われたものの

状況をみると、 6法人において 8勘定
（注 2）

が新たに設置されて、 7法人において既存の

13勘定
（注 3）

が廃止されている。

（注 2） 8勘定 福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定、承継債権管理回収勘定及び承継教育

資金貸付けあっせん勘定、医薬品医療機器総合機構の特定救済勘定、水産総合研究

センターの海洋水産資源開発勘定、農畜産業振興機構のでん粉勘定、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構の特定事業活動等促進経過勘定並びに環境再生保全機
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構の石綿健康被害救済業務勘定

（注 3） 13勘定 日本スポーツ振興センターの特例業務勘定、雇用・能力開発機構の炭鉱援護

勘定、医薬品医療機器総合機構の研究振興勘定、開発振興勘定及び承継勘定、新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構の研究基盤出資経過勘定、特定アルコール販売勘

定、アルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定、情報処理推進機構の地域ソ

フトウェア教材開発承継勘定及び特定プログラム開発承継勘定、石油天然ガス・金

属鉱物資源機構の金属鉱業精密調査勘定並びに都市再生機構の鉄道勘定

� 目標設定と評価

a 目標設定と評価の概要

「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針

について」（平成 14年 10月特殊法人等改革推進本部決定）によれば、独立行政法人の運

営について、主務大臣は一般的に関与せず、基本的に長の裁量にゆだねられている

ことから、独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確な中期目標の設定と

厳正な評価が極めて重要であるとされている。そして、主務大臣は、このような独

立行政法人制度の特色を踏まえて、明確かつ具体的な中期目標を設定することとす

るとされている。

独立行政法人の各年度及び中期目標の期間における業務の実績については、前記

のとおり、評価委員会による評価が行われている。この評価の基準はそれぞれの評

価委員会が定めており、中期目標や中期計画に掲げられた項目ごとに 3段階又は 5

段階で行う評価と、その項目ごとの評価を総合して記述する評価とによって行うこ

ととしているものが多い。

この評価の項目として用いられる中期目標において設定される法人の達成すべき

目標については、独立行政法人の中期目標等の策定指針（平成 15年 4月特殊法人等改

革推進本部事務局。以下「策定指針」という。）が取りまとめられている。策定指針に

よると、明確かつ具体的な中期目標であるために定量的かつ高水準の目標設定や業

務全体を評価できるような目標設定が必要であるとされており、「業務運営の効率

化に関する事項」、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項」及び「財務内容の改善に関する事項」に関して、「明確かつ具体的な中期目

標」の考え方を整理している。そして、特に、「財務内容の改善に関する事項」につ

いては、バランスシートの健全性の向上、収支構造の改善、累積欠損金の計画的解

消等に関するものは定量的な目標設定になじみやすい分野であるとされている。

b 繰越欠損金が多額となっている業務の状況

各独立行政法人における繰越欠損金の状況については、「イ� 利益剰余金及び

繰越欠損金の状況」で詳述するが、本項では、上記を踏まえて、繰越欠損金が多額

となっている勘定に係る業務について繰越欠損金の解消に向けての目標設定等の状

況について分析する。

17、18両年度末においてそれぞれ繰越欠損金が 100億円以上となっている法

人・勘定は、13法人 15勘定
（注 4）
（勘定を設けずに業務を経理している法人については

1勘定としている。以下同じ。）である。

繰越欠損金の解消については、各法人の中期目標のうち、「財務内容の改善に関
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する事項」において目標が設定されることになる。上記 13法人 15勘定の中には、

繰越欠損金の解消に向けて計画的に取り組んでいるとしているものもあるが、これ

ら勘定のうち 18年度末現在で廃止が予定されている 3法人 3勘定
（注 5）

を除いた 11法人

12勘定について、繰越欠損金解消に係る目標設定等の状況をみると、次のとおり

である。

（注 4） 13法人 15勘定 中小企業基盤整備機構の小規模企業共済勘定及び施設整備等勘定、

都市再生機構の都市再生勘定及び宅地造成等経過勘定、科学技術振興機構の文献情

報提供勘定、農畜産業振興機構の砂糖勘定、情報通信研究機構の基盤技術研究促進

勘定、福祉医療機構の保険勘定、新エネルギー・産業技術総合開発機構の基盤技術

研究促進勘定、情報処理推進機構の特定プログラム開発承継勘定、雇用・能力開発

機構の財形勘定、日本スポーツ振興センターの投票勘定、医薬基盤研究所の承継勘

定、労働者健康福祉機構並びに勤労者退職金共済機構の一般の中小企業退職金共済

事業等勘定

（注 5） 3法人 3勘定 都市再生機構の宅地造成等経過勘定、情報処理推進機構の特定プログ

ラム開発承継勘定及び医薬基盤研究所の承継勘定

すなわち、都市再生機構の都市再生勘定、雇用・能力開発機構の財形勘定、日本

スポーツ振興センターの投票勘定及び勤労者退職金共済機構の一般の中小企業退職

金共済事業等勘定は、中期目標において繰越欠損金の解消に向けての目標が設定さ

れているものの、定量的な目標の設定が行われていない。

一方、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済勘定及び施設整備等勘定、科学技

術振興機構の文献情報提供勘定並びに労働者健康福祉機構は、中期目標において収

支改善についての目標が設定されているものの、上記の 4法人 4勘定とは異なり、

明確に繰越欠損金の解消をうたったものとはなっていない。

また、農畜産業振興機構の砂糖勘定、情報通信研究機構の基盤技術研究促進勘

定、福祉医療機構の保険勘定及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の基盤技術

研究促進勘定は、繰越欠損金の解消や収支改善についての目標が設定されていない

が、このうち農畜産業振興機構の砂糖勘定及び福祉医療機構の保険勘定について

は、業務の性質上、法人の努力により繰越欠損金の解消を図ることが困難であるた

め、こうした目標を設定していないとしている。

このように、多額の繰越欠損金がある法人・勘定に係る中期目標は、繰越欠損金

の解消に向けて設定されたものもあるが、当該勘定の収益等の改善を目標として設

定したにとどまったり、繰越欠損金の解消や収支改善についての具体的な目標を設

定していなかったりなどしていて、必ずしも、策定指針にいう定量的かつ高水準の

目標設定とはなっていない。そして、中期目標の設定とその達成状況の評価につい

ては、中期目標の期間が終了しなければ詳細な分析はできないが、評価委員会によ

る 18年度の年度評価の状況をみると、繰越欠損金が前年度に比べて増加している

法人・勘定においても、中期目標又は中期計画を達成しているなどとしている状況

である。

イ 財務の状況

国は、独立行政法人に出資を行い、また、業務運営に要する資金として、運営費交付
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金のほか、補助金、交付金（運営費交付金を除く。）、補給金及び負担金（以下、これらを

「補助金等」という。）を交付している。そこで、国の財政負担等の状況を含めた各法人の

財務の状況について、特に、�政府出資金の状況、�運営費交付金の状況、�資産処分
に伴う国庫納付の状況の 3点を中心に調査・分析した。なお、分析の対象は、19年 4

月に設立された住宅金融支援機構及び同年 10月に設立された郵便貯金・簡易生命保険

管理機構を除く 100法人としている。

� 独立行政法人の財務制度等の概要

a 独立行政法人の会計基準等

独立行政法人の会計は、通則法において、主務省令で定めるところにより、原則

として企業会計原則によることとされているが、公共的な性格を有しており、利益

の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの独立行政法人が有する特殊

性を踏まえて、企業会計原則に必要な修正を加えた独立行政法人会計基準（以下「独

法会計基準」という。）及び独立行政法人会計基準注解が 12年 2月に策定（19年 11月

改訂。独立行政法人会計基準研究会等）されている。

独法会計基準は、各法人の業務運営並びに財務及び会計に関する事項を定めた個

別の主務省令により、当該主務省令に準ずるものとして、独立行政法人がその会計

を処理するに当たって従わなければならないとされている基準であって、独立行政

法人の会計に関する認識、測定、表示及び開示の基準を定めるものである。また、

そこに定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に従うものとされている。独立行政法人は、通則法により、毎年度、貸借対照

表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める

書類及びこれらの附属明細書（以下、これらを合わせて「財務諸表」という。）を作成

して、当該年度の終了後 3か月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなけれ

ばならないこととされている。

また、法律の規定により、勘定ごとに財務諸表を作成することとされている独立

行政法人にあっては、勘定ごとの財務諸表及び独立行政法人全体の財務諸表を作成

しなければならないこととされている。

b 運営費交付金の会計の概要

独立行政法人の支出は、公共的な事務・事業を確実に実施するためになされるも

のであり、独立採算制を前提としていないことから、国は、独立行政法人に対し

て、業務運営の財源に充てるために必要な資金として運営費交付金を交付してい

る。この運営費交付金は、予定された使途以外の使途にも充てることができ、年度

内に執行残額が生じた場合であっても翌年度に繰り越すことができるとされてい

る。

運営費交付金の会計処理に当たっては、運営費交付金が独立行政法人に対して国

から負託された業務の財源であり、運営費交付金の交付をもって直ちに収益として

認識することは適当でないことから、独法会計基準においては、独立行政法人の会

計に特有な流動負債に係る科目として、運営費交付金受領時に発生する義務を表す

「運営費交付金債務」という科目を設けることとされており、国から運営費交付金を

受領したときは、その相当額を同科目で整理することとされている。
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そして、運営費交付金を業務費、一般管理費、人件費等の支出に充てるときは、

運営費交付金債務を業務の進行に応じて一定の基準に基づき収益化することとされ

ており、その際には、当該収益化に相当する額を「運営費交付金債務」から収益に属

する「運営費交付金収益」に振り替えることとされている。ただし、固定資産等を取

得したときは、その取得額のうち運営費交付金に対応する額を「資産見返運営費交

付金」又は「資本剰余金」に振り替えることとされている。

なお、独法会計基準では、独立行政法人は、中期目標期間の終了時点において期

間中に交付された運営費交付金を精算することとされており、中期目標期間の最終

年度末においてなお運営費交付金債務が残る場合、別途、精算のための収益化を行

うこととされている。そして、運営費交付金債務を収益化する際の主な基準とし

て、業務達成基準
（注 6）

、期間進行基準
（注 7）

及び費用進行基準
（注 8）

の三つの基準が示されており、

法人の業務内容からみてその業務の進ちょく状況を最も適切に反映して、法人にで

きるだけ成果達成への動機付けを与える基準を法人が定める必要があるとされてい

る。

（注 6） 業務達成基準 一定の業務と運営費交付金との対応関係が明らかにされている場合

に、当該業務の達成度に応じて、財源として予定されている運営費交付金債務の収

益化を行うもの。例えば、一定のプロジェクトの実施や退職一時金の支払につい

て、交付金財源との対応関係が明らかにされている場合等がこれに該当する。

（注 7） 期間進行基準 業務の実施と運営費交付金財源とが期間的に対応している場合に、一

定の期間の経過を業務の進行とみなして、運営費交付金債務の収益化を行うもの。

例えば、管理部門の活動等がこれに該当する。

（注 8） 費用進行基準 業務達成基準及び期間進行基準のような業務と運営費交付金との対応

関係が示されない場合に、業務のための支出額を限度として、運営費交付金債務の

収益化を行うもの

c 積立金等の概要

独立行政法人は、通則法第 44条第 1項において、毎年度、損益計算において利

益を生じたときは、前年度から繰り越した損失を埋めて、なお残余があるときは、

その残余の額を、積立金として整理しなければならないとされている。ただし、こ

の残余のうち独立行政法人の経営努力により生じたとされる額があるときは、同条

第 3項の規定に基づき、主務大臣の承認を受けて、残余の額の全部又は一部を中期

計画であらかじめ定めた「剰余金の使途」に充てるための積立金（以下「目的積立金」

という。）として積み立てることができることとなっている。そして、中期目標期間

の最終年度末に目的積立金が残っている場合には、その残額を積立金に振り替えな

ければならないこととされている。

また、同条第 2項において、毎年度、損益計算において損失を生じたときは、同

条第 1項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足

額は繰越欠損金として整理しなければならないとされている。

中期目標期間の最終年度末における積立金の処分については、個別法により、主

務大臣の承認を得て次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる

とされた金額を控除して、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
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ければならないなどとされている。

� 独立行政法人化に伴う政府出資金の状況

特殊法人等から移行して設立された独立行政法人の中には、旧法人の繰越欠損金等

の処理に政府出資金を充てたことなどにより、開始貸借対照表における政府出資金の

額が旧法人の最終貸借対照表に計上されている額に比べて減少している法人がある。

各独立行政法人が、ホームページ等において公表した特殊法人の独立行政法人化等

に伴う政府出資金の増減等の状況によると、独立行政法人化に伴い政府出資金が減少

している法人は 27法人であり、その減少額は計 12兆 1909億円となっている。ただ

し、この減少額の中には、旧法人の資産を国が承継したことによるものなどが含まれ

ていることから、これを控除した政府出資金の減少額は、27法人で計 11兆 4017億

円となっている。

独立行政法人化に伴い政府出資金に減少が生じている 27法人は、個別法におい

て、旧法人から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額を政府出資金とす

ることとされている法人である。そして、旧法人から承継する資産及び負債について

は、独法会計基準等に基づき開始貸借対照表に計上されて、承継する資産の価額は、

法人成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とされている。

また、独立行政法人化の前後においては、貸倒引当金、退職給付引当金等の計上方

法、有価証券等の会計処理方法等について大きな差異が生じており、資産の価額及び

負債の金額はこれによる増減も織り込んだものである。

このような場合において政府出資金が適切に算定されるためには、開始貸借対照表

において資産の価額及び負債の金額が適切に認識されることが必要であり、今後、新

たに独立行政法人が設立される際には、この点にも留意する必要がある。

� 独立行政法人に対する財政負担等の状況

検査の対象とした 100法人は、18年度においては 104法人であったが、このうち

追加出資、運営費交付金、補助金等の国の財政負担等を受けていないものが 7法人
（注 9）

あ

る。そして、残りの 97法人は、何らかの国の財政負担等を受けており、その総額は

運営費交付金 1兆 7047億円、補助金等 1兆 1879億円、追加出資 2036億円、計 3兆

0962億円となっていて、運営費交付金が全体の 5割強を占めている。

（注 9） 7法人 造幣局、国立印刷局、通関情報処理センター、日本万国博覧会記念機構、年

金積立金管理運用、日本貿易保険及び海上災害防止センター

� 独立行政法人に対する政府出資の状況

各独立行政法人の資本金について、18年度末の貸借対照表に計上されている金額

をみると、資本金が計上されていない 7法人
（注10）

を除く 97法人で計 18兆 9100億円が計

上されている。このうち政府出資金の額は、97法人で計 17兆 6605億円となってい

て、資本金全体の約 9割を占めている。

一方、国が法人に対して出資することにより取得した権利等は、国有財産法（昭和

23年法律第 73号）上の国有財産とされており、国有財産台帳に登録されている。国有

財産台帳の登録価格（以下「台帳価格」という。）は、従前は、国が各法人に対して行っ

た出資額の累計を示していたため、各法人の貸借対照表に計上されている政府出資金

の額と一致していた。しかし、18年度以降は、毎会計年度末において、各法人の貸
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借対照表を基に、法人が保有する資産及び負債の現在額を把握して、総資産から総負

債を差し引いた純資産額をもって評価することとなったため、両者に差が生ずること

となっている。

そこで、各法人に対する政府出資金に係る台帳価格の状況をみると、18年度末の

台帳価格は 97法人 159勘定で計 19兆 5328億円となっていて、18年度末までに各法

人に対して行った出資額の累計 17兆 6605億円と比べると 1兆 8723億円増加してい

る。

このうち台帳価格が出資額の累計に比べて増加している法人・勘定は 47法人 72勘

定で、増加額は計 3兆 0704億円となっている。一方、台帳価格が出資額の累計に比

べて減少している法人・勘定は 59法人 85勘定で、減少額は計 1兆 1981億円となっ

ている。このうち、台帳価格が出資額の累計に比べて減少している額が多い上位 10

法人・勘定は表 3のとおりである。

表 3 台帳価格が出資額の累計に比べて減少している額が多い上位 10法人・勘定（平成 18年度末）
（単位：億円）

法人名 勘定名

貸借対照表に計
上されている平
成 18年度末の
政府出資金

�

台帳価格
�

差額
�－�

参考・18年度貸借対照表

資産 負債

都市再生機構 都市再生 8,267 5,009 � 3,257 135,369 130,347

宇宙航空研究開発機構 ― 5,444 4,358 � 1,085 7,845 3,486

都市再生機構 宅地造成等経過 876 ― � 876 27,140 27,738

日本原子力研究開発機
構 電源利用 5,282 4,445 � 837 5,202 622

科学技術振興機構 文献情報提供 936 182 � 754 202 19

情報通信研究機構 基盤技術研究促進 548 68 � 480 83 14

新エネルギー・産業技
術総合開発機構 基盤技術研究促進 516 101 � 414 108 6

理化学研究所 ― 2,531 2,137 � 393 2,780 533

情報処理推進機構 特定プログラム開
発承継 481 104 � 377 104 0

日本原子力研究開発機
構 一般 2,638 2,277 � 361 2,697 416

計 27,524 18,686 � 8,838

また、この中には、負債が資産を超過していることから、政府出資金の台帳価格が

0円となっている法人・勘定が 7法人 7勘定
（注11）

あり、これらの法人・勘定では台帳価格

が出資額の累計に比べて計 1357億円減少しているほか、負債超過額が計 5885億円に

上っている。

（注10） 7法人 統計センター、国立健康・栄養研究所、勤労者退職金共済機構、農業者年金

基金、経済産業研究所、工業所有権情報・研修館及び原子力安全基盤機構

（注11） 7法人 7勘定 都市再生機構の宅地造成等経過勘定、鉄道建設・運輸施設整備支援機

構の海事勘定、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済勘定、農畜産業振興機構の

生糸勘定、医薬品医療機器総合機構の審査等勘定、雇用・能力開発機構の財形勘定

及び高齢・障害者雇用支援機構の障害者職業能力開発勘定
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� 運営費交付金等の状況

a 精算収益化額の状況

運営費交付金債務は、次の中期目標期間に繰り越すことはできず、中期目標期間

の最終年度の期末処理において、これを全額収益に振り替えなければならない（以

下、当該処理により振り替えられた運営費交付金債務の額を「精算収益化額」とい

う。）とされている。そして、前記のとおり、中期目標期間の最終年度において利益

が生じている場合には、前年度から繰り越した損失を埋めて、なお残余があるとき

は、その残余の額を積立金として整理しなければならないとされている。また、目

的積立金又は個別法の規定に基づく前中期目標期間繰越積立金が残っている場合に

は、これを積立金に振り替えなければならないとされている。

そして、個別法において積立金を次の中期目標期間に繰り越す旨の規定が設けら

れている場合、主務大臣の承認を受けて、積立金の一部又は全部を次の中期目標期

間に繰り越すことができることとなっており、積立金の額から主務大臣によって次

の中期目標期間に繰り越す旨の承認を受けた額（以下「次期繰越積立金」という。）を

控除してなお残余がある場合には、当該残余額を国庫に納付するなどとなってい

る。

運営費交付金の交付を受けている法人・勘定で、18年度末までに中期目標期間

が終了した実績のある法人・勘定のうち、費用進行基準のみを採用している 57法

人 71勘定では、精算収益化額は計 434億 6402万円となっており、中期目標期間中

に交付された運営費交付金の総額 2兆 7598億 5806万円に対する比率は 1.57％

で、業務達成基準及び期間進行基準を併用している法人に比べて高率となってい

る。

しかし、この中でも 4法人 4勘定
（注12）

は、精算収益化額が 0円となっている。これら

の法人・勘定においては、運営費交付金を計画より効率的に使用することなどが

あっても、これに係る節減額に相当する額等も含めて、結果として全額使用してい

るため、精算収益化額が 0円となっている。

（注12） 4法人 4勘定 国立博物館、森林総合研究所、産業技術総合研究所及び製品評価技術

基盤機構

b 積立金の国庫納付等の状況

18年度末までに中期目標期間が終了した実績のある法人について、各法人の中

期目標期間の最終年度に係る利益処分又は損失処理を行った後の積立金（以下「精算

対象積立金」という。）の状況をみると、65法人 82勘定で計 1865億 1076万円と

なっている。そして、このうち 47法人 55勘定で計 958億 2342万円の次期繰越積

立金があることから、中期目標期間の終了に伴い国庫に納付された金額は、64法

人 79勘定で計 906億 8733万円となっている。

なお、中期目標期間の最終年度における損益計算や損失処理の結果、次期の中期

目標期間に欠損金を繰り越すこととなった法人が 5法人 7勘定ある。このうち、運

営費交付金の交付を受けている 2法人 2勘定
（注13）

では、精算収益化額が計 3億 0698万

円発生している。しかし、両法人は、精算収益化額を上回る前期からの繰越欠損金

があることなどから、精算対象積立金を計上できないことになるため、中期目標期
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間中に交付された運営費交付金のうち業務運営の財源に充てられなかった金額が国

庫に納付されず、両法人内部に現金・預金等として留保されることとなっている。

したがって、精算収益化額に相当する額を精算対象積立金に計上して国庫に納付

している他の法人との均衡を失しないように、上記のように精算収益化額に相当す

る額が法人内部に留保されることとなる法人については、適切な取扱いを検討する

必要がある。

（注13） 2法人 2勘定 雇用・能力開発機構の財形勘定及び海員学校

� 利益剰余金及び繰越欠損金の状況

各独立行政法人の 18年度末における利益剰余金及び繰越欠損金の状況をみると、

利益剰余金を計上しているのは 94法人 150勘定、繰越欠損金を計上しているのは 30

法人 46勘定となっている。そして、繰越欠損金を計上している 30法人 46勘定の中

には、独立行政法人化に伴い、旧法人が計上していた繰越欠損金を政府出資金等で処

理したものの、再び 10億円以上の繰越欠損金を計上しているものが、 2法人 2勘定
（注14）

ある。

繰越欠損金を計上することとなった要因やその解消の見通しは法人や勘定により

様々であるが、各法人においては、繰越欠損金の解消等に向けて計画的に取り組んで

いく必要がある。特に上記の 2法人 2勘定については、政府出資金に係る台帳価格が

出資金の累計額に比べて、既に計 193億円減少していることも踏まえて、より効率的

な業務運営等に努めることが重要である。

（注 14） 2法人 2勘定 労働者健康福祉機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭

経過勘定

� 独立行政法人が保有する資産の状況

a 資産の売却による収入の状況

� 資産の売却の概要

独立行政法人が保有する現金・預金、有価証券、たな卸資産等の流動資産及び

土地、建物、関係会社株式等の固定資産のうち、主務省令で定める重要な財産

（以下「重要財産」という。）を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、通則法

第 48条第 1項の規定により、原則として主務大臣の認可を受けなければならな

いこととなっている。また、主務大臣は、同条第 2項の規定により、上記の認可

をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない

こととなっている。また、各独立行政法人が所有する重要財産以外の財産（以下

「非重要財産」という。）については、譲渡に際して主務大臣の認可を要するなどの

規定はなく、各法人の裁量により売却がなされている。

� 資産の売却により得た収入の状況

各独立行政法人が、設立から 20年 3月末までの間に重要財産を売却したこと

により得た収入は、32法人で計 592億円となっており、その主な売却資産は、

土地、建物となっている。

このうち 1億円以上の収入を得ている法人について、売却した資産の取得原資

別の収入の状況をみると、取得原資が政府出資のものは計 78億円、政府出資見

合いのものは計 369億円となっている。
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また、非重要財産を売却したことにより 1億円以上の収入を得ている法人につ

いて、売却した資産の取得原資別の収入の状況をみると、取得原資が政府出資の

ものは計 304億円、政府出資見合いのものは計 57億円となっている。

そして、売却した資産の収入のうち、国庫納付の規定がなく、法人内部に留保

されているものは、14法人において計 290億円となっている。

政府出資又は政府出資見合いの資産を売却しても、資産の売却による収入が当

該資産の簿価を上回り売却益を計上した場合の簿価に相当する額や、簿価を下回

り売却損が発生した場合の当該売却収入に相当する額については、現状では、相

応の減資を行って政府出資金を国庫に納付する規定がないため、法人内部に留保

されることになる。ただし、売却益に相当する額については、各年度の損益計算

の結果等にもよるが、中期目標期間の最終年度まで通則法第 44条第 1項に規定

する積立金として計上されて、その全部又は一部は将来国庫に納付される可能性

もある。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

〔重要財産・船舶〕

� 水産大学校は、平成 13年 4月に独立行政法人に移行した際、練習船耕

洋丸を国からの現物出資の資産として承継したが、耕洋丸が老朽化したこ

とから、19年 6月に、新練習船を船舶建造費補助金により新造して、同

月に、耕洋丸を 8400万円で売却している（承継時の簿価 4億 7248万円）。

上記の練習船売却に当たっては、売却損が発生することになるが、売却

収入に相当する額は、現状では、相応の減資を行って政府出資金を国庫に

納付する規定がないため、同大学校に留保されることとなる。

b その他の資産処分等の状況

� 敷金・保証金の返戻による収入の状況

独立行政法人の中には、設立後、本部事務所の都内からの移転や、事務・事業

の効率化に伴う支部の統廃合、借上面積の縮小、会議室の廃止等により、賃借し

ていた不動産について契約の際に差し入れていた敷金・保証金の返戻を受けてい

るものがある。

法人設立以降 20年 3月末までの間に、これらの敷金・保証金について 1億円

以上の返戻を受けているのは 20法人で、計 799億円の返戻を受けている。

このうち、差し入れていた敷金・保証金の原資が政府出資見合いである 15法

人は、計 777億円の返戻金収入のうち 1法人は 270億円を国庫に納付して、 8法

人は新たな不動産の購入資金や賃借に係る敷金・保証金等として計 480億円を支

出しており、14法人において差引き 27億円が法人内部に留保されている。

敷金・保証金の返戻による収入金は、損益計算上の収益ではなく、通則法第

44条第 1項に規定する積立金には計上されない。このため、個別法の規定によ

り国庫納付されるものなどを除き、当該収入金については、現状では、相応の減

資を行って政府出資金を国庫に納付する規定がないため、法人内部に留保される
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ことになる。

上記について事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

� 新エネルギー・産業技術総合開発機構は、平成 15年 10月に独立行政法

人に移行した際、本部が入居していたビル（豊島区）に係る敷金を政府出資

見合いの資産として承継していたが、16年に本部を川崎市に移転したこ

とから当該敷金 9億 2528万円の返戻を受けている。

同機構は、当該返戻敷金のうち 5億 6084万円を移転先である川崎市所

在のビルを賃借する際に敷金として差し入れているが、残金の 3億 6443

万円は、現状では、相応の減資を行って政府出資金を国庫に納付する規定

がないため、同機構に留保されることとなる。

� 関係会社の清算分配金による収入の状況

独立行政法人の中には、政策目的のために法令等で定められた業務として、政

府出資金を原資として株式会社に対して出資をしているものがあり、当該出資に

係る権利は、関係会社株式として貸借対照表に計上されている。

独立行政法人の出資先である特定関連会社
（注15）

及び関連会社
（注16）
（以下、これらを合わ

せて「関係会社」という。）の中には、経営成績が思わしくなかったり、期待された

成果が上がらなかったりなどして清算処理されているものがあり、清算処理に際

して関係会社に残余財産がある場合、独立行政法人は、その残余財産について清

算分配金を受け取る。また、独立行政法人によっては、関係会社株式を売却し

て、収入を得るものもある。

各独立行政法人の設立以降 20年 3月末までの間に、政府出資見合いなどの関

係会社株式に係る清算分配金収入や株式売却収入を得ている法人・勘定は、全体

で 8法人 11勘定で計 58億 2622万円ある。このうち、 4法人 5勘定の計 26億

7314万円については、相応の減資を行って政府出資金を国庫に納付する規定が

ない。このため、清算分配金や売却収入が関係会社株式の簿価を上回り利益を計

上した場合の簿価に相当する額や、損失が発生した場合の収入に相当する額は、

法人内部に留保されることになる。ただし、上記の利益は、資産の売却により得

た収入の場合と同様に、その全部又は一部が将来、国庫に納付される可能性はあ

る。

なお、 8法人 11勘定が処理した関係会社への出資累計額は 517億 2250万円で

あるが、独立行政法人化の際に独法会計基準に基づく資産評価が行われたことに

より、関係会社株式の簿価は 84億 8992万円に減少している。そして、清算処理

又は株式売却により最終的に得られた収入は 58億 2622万円となっており、回収

額は出資累計額の約 9分の 1になっている。

（注15） 特定関連会社 独立行政法人が政策目的のため法令等で定められた業務として出資す

る会社であって、その会社の議決権の過半数を所有しているという事実が認められ

る場合等における当該会社をいう。

（注16） 関連会社 独立行政法人及び特定関連会社が、出資、人事、資金、技術、取引等を通
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じて、特定関連会社以外の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与

えることができる場合における当該会社をいう。

� 独立行政法人移行時に承継した金融資産の状況

特殊法人等から独立行政法人に移行した法人の中には、移行の際に、個別法の

規定により、旧法人が保有していた現金・預金、有価証券等の金融資産を政府出

資見合いの資産として承継しているものがある。

これらが、法人の業務を確実に実施するために必要な資産として活用されてい

るかどうかをみたところ、その元本については使用することがない状況にあるの

に、現状では、相応の減資を行って国庫に納付する規定がないため、法人に留保

されているものが 1法人で 25億円見受けられた。

以上のように、独立行政法人において、政府出資又は政府出資見合いの資産の処分

等により発生している資金には多種多様のものがあるが、これらはいずれも、国費で

取得するなどした資産の処分等により得られた収入等であるにもかかわらず、相応の

減資を行って政府出資金を国庫に納付する規定がないため、多額の資金が引き続き法

人内部に留保されることとなる。したがって、これらの資金について国庫に納付する

ことが可能となるよう、減資に関する立法措置が必要である。

上記について、政府は、独立行政法人が国費で取得した不要財産の国庫納付を義務

付けて、これに伴う減資等について所要の規定を設けるなどのため、20年 4月に、

通則法の改正案を閣議決定した上、国会に提出している。したがって、こうした動き

も踏まえて、上記の資金についての国庫納付の状況を注視していくこととする。

� 契約制度、落札率等入札及び契約の状況

ア 独立行政法人の契約制度の状況

独立行政法人の契約事務は、通則法等において、競争入札等の契約に関する基本的な

事項を業務方法書に定めて主務大臣の認可を受けること及び会計に関する事項について

規程（以下「会計規程」という。）を定めて主務大臣に届け出ることが規定されている。こ

のほか、独立行政法人の中には、会計規程に基づくなどして、契約事務に関する細則、

要領等を独自に定めているものもある。

このように、独立行政法人の契約制度は、国の制度と相違するだけでなく、法人間で

も一律な制度ではないことを踏まえて、各独立行政法人の支出の原因となる契約に係る

契約制度の相違について、国の契約制度との相違にも留意しながら、原則として 20年

4月 1日現在における契約方式、予定価格の作成等の状況を調査・分析
（注17）

した。

（注17） 政府調達に関する協定（平成 7年条約第 23号）に基づく契約に係る制度は除外している。

� 競争契約

a 公告の方法

独立行政法人の多くは、会計規程等において、国と同様に公告の方法に関する規

定を設けているが、20年 4月 1日現在で、公告の方法に関して会計規程等に規定

していない法人が 4法人、公告期間の下限について、予定価格の金額等に応じて

10日より短い期間を設定したり、緊急の場合以外にも公告期間を 10日より短縮で

きるとしたりなどしていて、国の基準を下回っている法人が 45法人ある。
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公告は、契約の公正性と競争の実効性を高める上で重要な契約手続の一つであ

る。したがって、公告の実施に当たり、し意的な判断を排除して、その効果を十分

発現させるためにも、公告期間、公告の方法等を会計規程等において明確に定めて

適正に運用するとともに、公告期間の下限を国の基準より短く設定している場合に

は、入札のための準備期間等を考慮した十分な期間となっているか検討する必要が

ある。

b 指名競争契約の基準の設定状況

契約に係る予定価格が少額である場合に指名競争契約によることができる予定価

格の限度額（以下「指名競争契約限度額」という。）の設定状況をみると、20年 4月 1

日現在で、指名競争契約限度額を設定している 78法人のうち、契約種類別でいず

れか一つでも国の金額基準を上回る基準を設定していた法人は 11法人ある。

� 随意契約

a 随契限度額の設定状況

契約に係る予定価格が少額である場合に随意契約によることができる条項（以

下、この条項による随意契約を「少額随契」という。）については、20年 4月 1日現

在で、すべての法人が会計規程等に定めている。そして、少額随契によることがで

きる予定価格の限度額（以下「随契限度額」という。）は、20年 4月 1日現在で、101

法人すべてにおいて国と同額か又はこれを下回る状況となっている。

b 少額随契以外の随意契約要件の設定状況

少額随契以外で随意契約によることができる要件についてみると、法人により規

定の詳細は異なるものの、�「業務運営上必要がある場合」、「事業運営上の特別の
事由に基づく契約をするとき」など、随意契約によることができる場合の要件を具

体的に定めていない条項（以下「包括的随契条項」という。）や、�「国、地方公共団体
その他の公法人又は公益法人と契約するとき」など、契約の内容等の範囲を限定せ

ずに、公益法人であることのみを要件として随意契約を行うことができるとする条

項（以下「公益法人随契条項」という。）を設定しているものがある。

そして、20年 4月 1日現在で、�の包括的随契条項を設定している法人は 54法

人、また、�の公益法人随契条項を設定している法人は 11法人ある。

包括的随契条項及び公益法人随契条項については、随意契約とする理由が具体的

に明らかにはされていないことから、安易に適用された場合の弊害は大きい。特

に、公益法人随契条項については、公益法人の中には民間企業と同様の業務を行っ

ているものがあることなどから、契約内容等の範囲を限定せずに、公益法人である

ことのみを要件として随意契約を締結することができるとしていることは適切とは

認められない。

したがって、会計規程等において随意契約の基準に係る条項を定めるに当たって

は、可能な限り要件を明確かつ具体的に定めることが必要であり、各法人の業務の

特性等を踏まえて、あらかじめ想定されるケースについてはできる限り具体的に規

定する必要がある。

c 随意契約における競争性及び透明性の確保

近年、業者選定の公平性及び透明性を向上させるための取組として、随意契約等
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を締結する場合の契約手続の前段階において、企画競争又は公募が行われている。

企画競争とは、契約の内容によっては価格による競争を実施することが困難な場

合において、複数の業者から企画書等を提出させるなどして、その内容や業務遂行

能力が最も優れた者を選定する手続であり、選定した者を契約相手方として随意契

約（以下、このような随意契約を「企画随契」という。）が締結されることになる。

企画競争の導入状況をみると、20年 4月 1日現在で 93法人が企画競争を導入し

ているが、このうち、企画競争の実施方法に関する要領、マニュアル等を作成済み

とする法人は 37法人にとどまる。

また、公募とは、特殊な技術又は設備等が不可欠な契約において、必要な技術又

は設備等をホームページ等で具体的に明らかにした上で、参加者を募る手続であ

り、他に履行可能な者がいないか確認するため行われるものである。そして、要件

を満たす応募者が複数の場合は一般競争入札又は企画競争が行われて、 1者の場合

は当該 1者と随意契約が締結されることになる。

公募の導入状況をみると、20年 4月 1日現在で 71法人が公募を導入している

が、このうち、公募の実施方法に係る要領、マニュアル等の整備を行っているのは

27法人にとどまる。

これらの企画競争又は公募については、契約手続の前段階において不特定多数の

者を参加させることから、契約の競争性、公正性及び透明性を一定程度向上させる

ことが期待できる。したがって、独立行政法人において競争契約により難い場合、

こうした取組を一層推進するとともに、これらの実施に当たり、し意的な運用を排

除して、その効果を十分発現させるためには、実施方法に係る要領、マニュアル等

の整備を行うことが必要である。

� 予定価格の作成

国の場合、予定価格の作成に当たっては、契約担当官等は、契約の目的となる取引

の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適

正に定めなければならないこととされており、随意契約においても競争入札に準じて

定めなければならないとされている。ただし、「随意契約による場合の予定価格等に

ついて」（昭和 44年蔵計第 4438号）により、「予定価格が 100万円を超えない随意契約

で、各省各庁における契約事務の実情を勘案して、各省各庁の長において省略しても

支障がないと認めるもの」などに該当する場合は、予定価格調書その他の書面による

予定価格の積算を省略して差し支えないこととされている。

a 予定価格の作成に関する規定の設定状況

20年 4月 1日現在、101法人のうち 3法人は、会計規程等で原則として予定価格

を作成しなければならない旨が明確に規定されていない。

b 予定価格の作成の省略に関する取扱い

予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を行うことなく予定価格の作成

を省略できる取扱い（以下「予定価格の作成の省略に関する取扱い」という。）につい

ては、20年 4月 1日現在で、95法人が会計規程等で定めているが、この中には「契

約の性質上特に予定価格の作成を要しない場合」、「企画競争により契約するとき」

など、省略する理由や対象範囲が明確でなく、その妥当性に疑義がある取扱いを設
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けている法人が見受けられる。また、予定価格の作成の省略に関する取扱いのうち

金額に係る基準については、20年 4月 1日現在で、国よりも高額な金額基準を設

定している法人が 36法人ある。

イ 落札率等の状況を含む入札及び契約全般の状況

全独立行政法人 102法人の国内すべての事務所等において 18年度及び 19年度（12月

まで）に締結された支出原因契約
（注18）
（国において少額随契が認められる予定価格以下の契約

等は除く。以下「対象契約」という。）は、18年度は件数で 10.3万件、支払金額で 1.7兆

円、19年度（12月まで）は件数で 7.5万件、支払金額で 0.8兆円（19年 12月までに支払

われた金額。以下同じ。）となっている。なお、住宅金融支援機構は、19年 4月に住宅

金融公庫の事業を承継して設立されているが、随意契約見直し計画との整合性を図るた

め、18年度の契約に係る計数には、住宅金融公庫において締結した契約を含めてい

る。

これを契約種類別
（注19）

にみると、表 4のとおり、「役務」、「物品等の購入」の順に多くなっ

ている。

（注18） 平成 19年 4月に複数の法人を統合して設立された独立行政法人については、統合前の

独立行政法人が 18年度に締結した契約を含む。

（注19） 契約の種類については、�「工事等（工事、設計、調査等をいう。以下同じ。）」、�「用地

取得・補償（工事に必要な用地の取得や補償をいう。以下同じ。）」、�「物品等の購入」、

�「物品等の製造」、�「物品等の賃借」、�「役務（�から�までに該当しないものを含

む。以下同じ。）」の六つに分類した。

表 4 契約種類別の契約状況（平成 18年度、19年度（12月まで）） （単位：件、百万円）

契 約 種 類
平 成 18 年 度 19年度（12月まで）

件 数 支 払 金 額 件 数 支 払 金 額

工 事 等 8,204 270,299 5,019 107,498

用 地 取 得・補 償 2,118 86,190 1,515 30,238

物 品 等 の 購 入 20,401 256,297 12,186 128,932

物 品 等 の 製 造 2,522 89,965 1,850 21,026

物 品 等 の 賃 借 5,369 64,446 4,679 49,655

役 務 64,932 998,383 50,114 496,969

計 103,546 1,765,582 75,363 834,320

� 契約相手方別の契約状況

契約の相手方については、�「民間企業」、�「公益法人等（関連公益法人等
（注20）

、関係会

社及び関連公益法人等以外の公益法人をいう。以下同じ。）」、�「国・地方公共団
体」、�「独立行政法人等（独立行政法人、国立大学法人、特殊法人及び認可法人をい
う。以下同じ。）」、�「その他」の五つに分類した。このうち「公益法人等」について
は、更に資本関係、取引関係等を通じて独立行政法人と一定の結び付きを有する関連

公益法人等及び関係会社（以下、これらを合わせて「関係法人」という。）を区分して示

した。

対象契約を契約相手方別にみると、「民間企業」が件数、支払金額共に最も多く、契
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約全体に占める割合は、件数では 18年度 79.6％、19年度（12月まで）75.7％、支払金

額では 18年度 76.3％、19年度（12月まで）69.4％となっている。また、「公益法人等」

は、件数では 18年度 6.0％（うち関係法人分 2.8％）、19年度（12月まで）5.7％（同

2.4％）であるのに対して、支払金額では 18年度 12.1％（うち関係法人分 9.4％）、19年

度（12月まで）15.0％（同 12.5％）と、おおむね「民間企業」に次いで高い割合を占めてい

る。

（注20） 関連公益法人等 独立行政法人が出えん、人事、資金、技術、取引等の関係を通じ

て、財務及び事業運営の方針決定に対して重要な影響を与えることができるか又は

独立行政法人との取引を通じて公的な資金が供給されており、独立行政法人の財務

情報として、重要な関係を有する当該公益法人等（財団法人、社団法人のほか、社

会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の法人を含む。）をいう。

� 契約方式の状況

対象契約における契約方式の状況をみると、図 1のとおり、一般競争契約及び指名

競争契約（以下「競争契約」という。）は、件数では 18年度 24.4％、19年度（12月まで）

25.5％、支払金額では 18年度 28.4％、19年度（12月まで）24.8％となっている一方、

随意契約は、件数では 18年度 75.5％、19年度（12月まで）74.4％、支払金額では 18

年度 71.5％、19年度（12月まで）75.1％となっていて、両年度とも、件数、支払金額

共に随意契約が大半を占めている。

（件数） （支払金額）

図 1 契約方式の状況（平成 18年度、19年度（12月まで））

�平成 18年度

（注） 図表中の凡例の説明は以下のとおりである（�平成 19年度（12月まで）についても同
じ。）。

「一般競争」：総合評価方式によらない一般競争契約

「一般総合」：総合評価方式による一般競争契約

「指名競争」：総合評価方式によらない指名競争契約

「指名総合」：総合評価方式による指名競争契約

「随契公募有り」：公募を経た随意契約（企画競争が行われたものを除く。）

「随契企画競争・公募無し」：企画競争又は公募を経ない随意契約
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（件数） （支払金額）

�平成 19年度（12月まで）

契約種類別に契約方式の状況をみると、両年度とも、件数、支払金額共に競争契約

の割合の方が高いのは、「工事等」（件数で 18年度 64.8％、19年度（12月まで）

68.2％、支払金額で 18年度 71.7％、19年度（12月まで）66.4％）だけであり、それ以外

の契約種類では、「物品等の購入」の支払金額を除き随意契約の割合の方が高い状況と

なっている。

契約相手方別に契約方式の状況をみると、競争契約の割合は、両年度とも、「民間

企業」が件数、支払金額共に最も高く、件数では 18年度 30.0％、19年度（12月まで）

32.8％、支払金額では 18年度 36.9％、19年度（12月まで）34.1％となっている。

一方、「公益法人等」における競争契約の割合は、件数では 18年度 6.1％、19年度

（12月まで）9.2％、支払金額では 18年度 1.8％、19年度（12月まで）7.2％となってお

り、「民間企業」と比べて、件数では 18年度 23.9ポイント、19年度（12月まで）23.6

ポイント、支払金額では 18年度 35.1ポイント、19年度（12月まで）26.9ポイント低

い状況となっている。

次に、対象契約のうち競争契約における応札者数の状況を件数でみると、応札者が

5者以上の契約の割合は、18年度 39.3％（指名競争契約では 75.4％）、19年度（12月ま

で）29.1％（同 75.2％）となっているが、応札者が 1者のみ（以下「 1者応札」という。）の

契約の割合も 18年度 25.7％、19年度（12月まで）35.3％となっている。そして、一般

競争契約であっても 1者応札により行われている契約の割合は、18年度 37.4％、19

年度（12月まで）44.6％となっている。

1者応札となる理由については、研究開発業務において専門性や特殊性の高い役

務、機器等を調達する際に履行又は供給可能な者が限定されるような場合があるな

ど、発注者で対処できない場合があることも推測される。しかし、上記のように 1者

応札の割合が著しく高い状況を改善するためには、他の事業者が応札しやすい環境を

整えて、より多くの事業者の参入を促すことが重要である。

� 落札率等の状況

契約金額の予定価格に対する比率である落札率は、予定価格の妥当性や契約方式の

特性等から、その高低だけをもって一律に評価できない面はあるものの、契約の競争

性や契約価格の経済性等を評価する際の指標の一つと考えられる。契約方式別に平均

落札率の状況をみると、その平均落札率は、競争契約では 18年度 88.8％、19年度
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（12月まで）89.0％、随意契約では 18年度 96.5％、19年度（12月まで）96.4％となって

おり、競争契約と随意契約とは、落札率においてそれぞれ 7.7ポイント、7.4ポイン

トの差がある。そして、契約方式別の落札率の分布をみると、図 2のとおりである。

図 2 契約方式別の落札率の分布図（平成 19年度（12月まで））

競争契約について応札者数と平均落札率の関係をみると、 1者応札は、平均落札率

が 18年度 95.3％、19年度（12月まで）95.1％となっているのに対して、複数応札はそ

れぞれ 8.9ポイント、9.7ポイント下回っている。また、落札率 100％契約の占める

割合をみると、複数応札は 18年度 5.7％、19年度（12月まで）6.1％であるのに対し

て、 1者応札はそれぞれ 17.4％、16.2％となっている。そして、落札率でみた累積度

数比率（落札率の低い順に契約件数を累計して総契約件数に対する比率を求めたもの）

の分布をみると、図 3のとおり、 1者応札契約と随意契約はほぼ同様の傾向を示して

いるなど、競争契約であっても 1者応札については、実質的な競争性を確保しにくい

状況となっている。

図 3 落札率の分布図［累積度数比率］（平成 19年度（12月まで））

ウ 随意契約の実施状況及び随意契約とした理由の妥当性

対象契約のうちの随意契約について、全体的な実施状況、随意契約とした理由の状況

及び企画競争の実施方法の状況を検査したほか、少額随契を含む契約の一部を抽出して

随意契約とした理由の妥当性等について検査した。これらの状況を示すと次のとおりで

ある。
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� 随意契約の実施状況

独立行政法人全体の随意契約の件数と支払金額は、18年度は 7.8万件、 1兆 2626

億円、19年度（12月まで）は 5.6万件、6269億円となっている。

このうち、企画競争又は公募を経た随意契約は、18年度は 0.6万件（随意契約全体

に 占 め る 割 合 8.6％）、1928億 円（同 15.2％）、19年 度（12月 ま で）は 0.6万 件（同

11.1％）、782億円（同 12.4％）であり、企画競争又は公募を経ない随意契約が、件数で

は 18年度 91.3％、19年度（12月まで）88.8％、支払金額では 18年度 84.7％、19年度

（12月まで）87.5％を占めている。

� 随意契約とした適用理由等の状況

随意契約の基準については、前記ア�のとおり、各独立行政法人が会計規程等にお

いて独自に定めているが、具体的な設定状況をみると、国の随意契約の基準に準じて

いるものも多数ある。

そこで、随意契約について、各独立行政法人において随意契約によることができる

としている要件を国の基準等に準じて分類して、この分類により随意契約とした適用

理由を整理すると、表 5のとおり、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該

当するためとしているものが最も多く、件数では 18年度 55.1％、19年度（12月まで）

57.5％、支払金額では 18年度 71.5％、19年度（12月まで）76.2％となっている。次い

で件数で多いのは随契限度額を国の基準より高額に設定している「法人独自の規定に

よる少額随契」で、18年度 21.1％、19年度（12月まで）18.1％となっており、支払金

額で多いのは「法人独自の理由による随意契約」であり、18年度 15.8％、19年度（12

月まで）14.3％となっている。

表 5 随意契約とした適用理由（平成 18年度、19年度（12月まで））（単位：件、百万円、％）

国の基準等に準じて分類した
随意契約とした適用理由

平成 18年度 19年度

件数 支払金額 件数 支払金額

割合 割合 割合 割合

契約の性質又は目的が競争を
許さない場合（会計法第 29条
の 3第 4項相当） 43,128 55.1 903,690 71.5 32,273 57.5 478,152 76.2

緊急の必要により競争に付す
ることができない場合（会計
法第 29条の 3第 4項相当） 644 0.8 5,350 0.4 282 0.5 3,577 0.5

競争に付することが法人に不
利と認められる場合（会計法
第 29条の 3第 4項相当） 2,537 3.2 52,196 4.1 1,837 3.2 24,380 3.8

法人の契約行為を秘密にする
必要があるとき（予決令第 99
条第 1号相当） 267 0.3 12,830 1.0 148 0.2 1,967 0.3

運送又は保管をさせるとき
（予決令第 99条第 8号相当） 149 0.1 793 0.0 114 0.2 411 0.0

その他（予決令第 99条第 9号
から第 99条の 3までに相当） 1,789 2.2 48,704 3.8 1,264 2.2 12,827 2.0

法人独自の規定による少額随
契（国の基準を上回るもの） 16,527 21.1 38,763 3.0 10,204 18.1 15,898 2.5

法人独自の理由による随意契
約（法人独自の規定を含む。） 13,214 16.8 200,357 15.8 9,950 17.7 89,735 14.3

計
78,255 100 1,262,687 100 56,072 100 626,950 100
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� 企画競争の実施状況

企画競争の実施に当たっては、最も優れた者の選定が適切に行われなければ、競争

性、公正性及び透明性は十分確保されなくなることから、その実施方法の内容が極め

て重要である。

20年 4月 1日現在で企画競争を導入している 93法人について、企画競争の実施体

制をみると、参加者の募集方法については、�原則として公示により募集を行うとす
る法人が 74法人、�契約案件ごとに公示による募集の要否を検討の上実施するとす
る法人が 16法人ある一方、�公示による募集を行っていないとする法人も 3法人あ

る。

また、企画競争の評価項目、評価方法及び技術、提案内容の審査結果の参加者への

開示については、すべて開示しているとする法人が 47法人、一部開示していない項

目があるとする法人が 36法人ある一方、すべて開示していないとする法人も 10法人

ある。

� 随意契約とした理由の妥当性等

各独立行政法人における 18年度及び 19年度の契約のうち、19年 11月から 20年

7月までに会計実地検査を行った 102法人の各本部等で締結された契約の中から、契

約金額の規模や契約の内容となっている業務の性質等を勘案するなどして抽出した契

約について、随意契約とした理由は妥当かなどを検査した。

検査に際しては、前記の�から�までに記述した随意契約に係る全体的な特徴、傾
向等に関する検査状況を踏まえつつ、検査対象として抽出した契約について、随意契

約とした理由の妥当性を改めて横断的に検証することとした。そして、これらのうち

既に各法人において随意契約見直し計画に従い措置を講じているものについても同様

な考え方で検査した。

検査の結果、955件において、随意契約とした理由の妥当性に関して検討すべきで

あったと認められた。

これらの事態について、主な契約の内容により、�「工事等」、�「物品等（購入、製
造又は賃借に係るもの。以下同じ。）」、�「役務」の三つに区分して、前記の�で記述
したものに国の基準と同等の少額随契を加えた随意契約とした適用理由別にみると、

表 6のとおりである。
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表 6 随意契約とした適用理由別の契約種類区分 （単位：件、百万円）

国の基準等に準じて分類した
随意契約とした適用理由

� 工事等 � 物品等 � 役 務 計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

契約の性質又は目的が競争を許さない場合
（会計法第 29条の 3第 4項相当）

48
36.0％

1,653
9.6％

32
54.2％

506
77.4％

656
85.9％

115,738
98.9％

736
77.0％

117,898
87.5％

緊急の必要により競争に付することができ
ない場合（会計法第 29条の 3第 4項相当）

― ― ― ― 1
0.1％

1
0.0％

1
0.1％

1
0.0％

競争に付することが法人に不利と認められ
る場合（会計法第 29条の 3第 4項相当）

81
60.9％

15,420
90.2％

― ― 18
2.3％

173
0.1％

99
10.3％

15,594
11.5％

法人の契約行為を秘密にする必要があると
き（予決令第 99条第 1号相当）

― ― 1
1.6％

7
1.2％

― ― 1
0.1％

7
0.0％

運送又は保管をさせるとき（予決令第 99条
第 8号相当）

― ― 1
1.6％

4
0.6％

16
2.0％

473
0.4％

17
1.7％

477
0.3％

少額随契（国の基準と同等のもの） 4
3.0％

14
0.0％

13
22.0％

42
6.5％

9
1.1％

40
0.0％

26
2.7％

97
0.0％

法人独自の規定による少額随契（国の基準
を上回るもの）

― ― 7
11.8％

45
6.9％

9
1.1％

131
0.1％

16
1.6％

177
0.1％

法人独自の理由による随意契約（法人独自
の規定を含む。）

― ― 5
8.4％

47
7.2％

54
7.0％

349
0.2％

59
6.1％

396
0.2％

計 133
100％

17,088
100％

59
100％

653
100％

763
100％

116,908
100％

955
100％

134,650
100％

なお、上記について主な事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

� 日本高速道路保有・債務返済機構は、平成 18、19両年度に、OA機器を使

用した資料作成及び庶務業務全般のための労働者派遣業務について、業務を円

滑に遂行するためには、業務に習熟した労働者の専門的技術・能力の提供を継

続して受ける必要があるとして、前年度に契約した業者と随意契約（契約金額

18年度 20,717千円、19年度 16,449千円）を行っていた。しかし、当該派遣労

働者が行う業務は、競争を許さないほどの専門的技術・能力を必要とする業務

とは認められないことから、競争契約を行うべきであると認められる。

なお、20年度は競争契約に移行している。

� 中小企業基盤整備機構四国支部は、平成 18、19両年度に、経理関係資料等

作成業務について、同機構の事業内容や本部及び支部の経理処理等を熟知して

おり、当該業務の円滑な実施が見込まれることなどを理由に、特定の関係法人

と随意契約（契約金額 18年度 11,536千円、19年度 11,494千円）を行ってい

た。しかし、業務内容等を仕様書で明示することにより、他の業者でも当該業

務を実施できることから、競争契約を行うべきであると認められる。

なお、20年度は、総合評価方式による競争契約に移行している。

（注） 年間の支払金額を契約金額としている。

エ 公益法人等に対する随意契約の実施状況及び公益法人等による再委託の状況

� 公益法人等を契約相手方とする随意契約の実施状況

公益法人等を契約相手方とする契約の契約方式は、随意契約の割合が、件数で 18

年度 93.8％、19年度（12月まで）90.7％、支払金額で 18年度 98.1％、19年度（12月ま

で）92.7％となっている。これは、対象契約全体でみた随意契約の割合（件数で 18年

度 75.5％、19年度（12月まで）74.4％、支払金額で 18年度 71.5％、19年度（12月ま
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で）75.1％）に比べて、件数で 18.3ポイント、16.3ポイント、支払金額で 26.6ポイン

ト、17.6ポイント高くなっている。

また、企画競争又は公募を経ない随意契約の割合も、件数で 18年度 83.0％、19年

度（12月まで）73.8％となっていて、対象契約全体でみた割合（18年度 69.0％、19年

度（12月まで）66.1％）より、14.0ポイント、7.7ポイント高くなっている。

さらに、競争契約における 1者応札の割合も、件数で 18年度 43.0％、19年度（12

月まで）69.5％となっていて、対象契約全体でみた割合（18年度 25.7％、19年度（12

月まで）35.3％）より、17.3ポイント、34.2ポイント高くなっており、全般的に公益法

人等を契約相手方とする契約の競争性は低い状況となっている。

� 公益法人等を契約相手方とする随意契約において随意契約とした適用理由等の状況

随意契約とした適用理由については、ウ�で記述したとおりであるが、そのうち公

益法人等を契約相手方とする契約についてみると、「契約の性質又は目的が競争を許

さない場合」としているものの件数の割合は半数を超えている。そして、随意契約全

体でみた場合に対して、3.9ポイント、7.0ポイント高くなっている。

� 契約相手方とした公益法人等による再委託の状況

契約相手方に対して、契約の全部又は一部を更に第三者に再委託（下請を含む。以

下同じ。）することを無条件に認めると、当該契約相手方を選定した発注者の意図に沿

わない結果となったり、契約履行の責任の所在が不明確になって適正な履行の確保が

阻害されたりするおそれがある。このため、一般的には、再委託は発注者の承認を要

することとされており、一括再委託は禁止されている。

そこで、随意契約のうち、契約相手方が公益法人等で予定価格が 300万円を超える

随意契約 18年度 4,165件、19年度（12月まで）2,858件について、再委託の状況をみ

ると、以下のとおりとなっている。

a 再委託に関する契約条項の状況

上記の契約に係る契約書、仕様書等の条項（以下「契約条項」という。）の中で再委

託についてどのように定めているかをみると、一定の条件を付して認める「条件付

認容」が件数の構成比で 18、19両年度共に全体の 7割以上を占めている。一方、

「定めなし」としているものも 18年度 14.9％、19年度（12月まで）17.2％ある。

b 再委託の実施状況

上記 aの契約のうち、独立行政法人の支払と再委託に係る公益法人等の支払が共

に完了していて、元契約の支払金額と再委託の支払金額の対応関係が明確な 18年

度分について再委託の実施状況をみると、公益法人等に再委託が行われている元契

約の割合は、件数で 13.9％、支払金額で 42.6％であり、関係法人についてはこれ

を 7.8ポイント、7.9ポイント上回っている。

次に、上記の元契約のうち再委託支払金額が判明している 517件について、再委

託率（元契約に係る独立行政法人の支払金額に占める再委託支払金額の割合をい

う。以下同じ。）の状況をみると、再委託率が 50％以上の契約の割合は件数で

46.0％、支払金額で 44.8％となっており、再委託率が 90％以上のものも件数で

4.4％、支払金額で 1.7％ある。
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このように再委託率が高率となっている契約については、随意契約とした理由と

の整合性に留意して、契約方式が適切なものとなっているか十分な検討を行う必要

があると認められる。

オ 契約の適正化及び透明性の向上に向けた取組の状況

� 契約事務の体制に係る取組

各独立行政法人においては、随意契約の見直しにより、これまで随意契約により締

結してきた契約について原則として一般競争契約等に移行することとしているが、こ

れに伴い、法人によっては、競争入札を行うための公告、入札等の手続に係る事務量

の著しい増加が予想される。

このような状況の下、各法人は、できる限り契約事務職員を増員することなく、契

約に係る事務量の増加に対処するため、�複数年契約の活用等による契約の合理化、
�契約事務の電子化等による事務処理の効率化・省力化、�契約権限の委譲等による
事務処理体制の整備等の取組を行っている。

� 契約の適正化に向けた審査体制

随意契約等の適正化に当たっては、事前、事後のチェックを徹底するなど、監視体

制の充実強化を図ることが望ましい。随意契約とした理由の妥当性に関する各独立行

政法人の事前の審査体制と内部監査の状況をみると、随意契約とした理由の妥当性に

関する事前の審査体制については、20年 4月 1日現在で、101法人すべてにおいて、

契約担当部門が通常の契約締結事務の決裁を行う中で審査を行っているとしており、

70法人が契約担当部門の審査に加えて審査委員会等の他の部門等による事前の審査

を実施している。

� 契約に係る情報の公表状況

独立行政法人が締結する契約内容の事後の公表については、「公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12年法律第 127号）、「政府調達に関する協定」

等に基づいて、各法人が公表項目、公表方法等を内部規程に定めるなどして公表する

とともに、「公共調達の適正化について」（平成 18年財計第 2017号）において国が公表す

ることを定められている契約に係る情報についても、国に準じて公表することが要請

されている。

そこで、各法人における上記の契約に係る情報の公表状況（20年 5月末現在）をみ

ると、ほとんどの法人においては、おおむね適切に公表されている。

カ 主な随意契約先及び再委託先における発注元独立行政法人退職者等の再就職者数

� 随契先公益法人等への発注元独立行政法人退職者の再就職者の状況

郵便貯金・簡易生命保険管理機構を除く 101法人が締結した随意契約の相手方と

なっている公益法人等（以下「随契先公益法人等」という。）の状況は、1,301法人であ

り、19年 4月 1日現在における発注元独立行政法人退職者の再就職者
（注21）

の状況をみる

と、表 7のとおりである。

（注21） 発注元独立行政法人退職者の再就職者 随意契約を発注した独立行政法人に常勤の役

員又は職員として職務に従事した者で、当該独立行政法人を退職して、随契先公益

法人等（次項の�においては、随契先民間企業等）に再就職した者をいい、人事交流

による出向等は含まない。
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表 7 随契先公益法人等への発注元独立行政法人退職者の再就職者の状況（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、人、百万円）

随契先公益法
人等数

�

�のうち発注元独
立行政法人退職者
の再就職者在籍の
法人数

�
（�/�）

�における発
注元独立行政
法人退職者の
再就職者数

�

1法人当たり
の平均再就職
者数
�/�

�のうち国家
公務員出身者

�の随契先公益法人等への随契
支払額

平成 18年度 19年度（12月
まで）

1,301［1,870］ 129［133］
（9.9％）

827 6.4 114 139,639 81,009

注� ［ ］書きは、随契先公益法人等の重複を含んだ延べ法人数である。

注� 「�の随契先公益法人等への随契支払額」は、再就職者が在籍している随契先公益法人等への随意
契約に係る発注元独立行政法人からの支払金額である。

� 随契先公益法人等への再就職者と当該公益法人等との随意契約の状況

随契先公益法人等（延べ 1,870法人）について、発注元独立行政法人退職者の再就職

者が在籍しているもの（延べ 133法人）と在籍していないもの（延べ 1,737法人）とに区

分して、それぞれ当該独立行政法人との随意契約の状況について、 1法人当たりの随

意契約の件数及び支払金額、随意契約のうち企画競争又は公募を経ない随意契約の占

める割合をみると、表 8のとおりである。

表 8 再就職者の在籍の有無別にみた随契先公益法人等との随意契約の状況
（単位：法人、件、百万円）

区 分
随意契約が
締結された
年度

法人数
�

件 数 支払金額

随意契約
�

1法人当
たり随意
契約件数
�/�

� の う
ち、企画
競争又は
公募を経
ない随意
契約
�

企画競争
又は公募
を経ない
随意契約
の割合
�/�

随意契約
�

1法人当
たり随意
契約支払
金額
�/�

� の う
ち、企画
競争又は
公募を経
ない随意
契約
�

企画競争
又は公募
を経ない
随意契約
の割合
�/�

再就職者在籍
有り

平成 18年度 125 2,746 21.9 2,568 93.5％ 139,639 1,117 133,609 95.6％

19年度
（12月まで） 115 1,742 15.1 1,518 87.1％ 81,009 704 74,870 92.4％

計 133 4,488 33.7 4,086 91.0％ 220,649 1,659 208,479 94.4％

再就職者在籍
無し

18年度 1,475 3,112 2.1 2,639 84.8％ 69,694 47 46,567 66.8％

19年度
（12月まで） 1,188 2,170 1.8 1,808 83.3％ 35,202 29 30,240 85.9％

計 1,737 5,282 3.0 4,447 84.1％ 104,896 60 76,807 73.2％

（注）「法人数」の「計」は、平成 18年度又は 19年度（12月まで）において、随意契約の相手方となって
いる公益法人等の数であり、18年度と 19年度（12月まで）の法人数の単純合計とは一致しない。

このように、18年度の状況をみると、発注元独立行政法人退職者の再就職者が在

籍している随契先公益法人等の方が、在籍していない随契先公益法人等に比べて、 1

法人当たりの随意契約件数や支払金額が多く、また、随意契約のうち企画競争又は公

募を経ない随意契約の支払金額の割合も高い状況となっている。

� 主な随契先民間企業等への発注元独立行政法人退職者の再就職者の状況

随契先公益法人等以外の主な随意契約先（以下「主な随契先民間企業等」という。）と

して、独立行政法人ごとに、18年度における随意契約に係る支払金額又は契約金額

の合計額が多い法人（合計額が 1000万円以下の法人等を除く。）上位 30法人に該当す

る計 1,187法人について、19年 4月 1日現在における発注元独立行政法人退職者の再

就職者の状況をみると、表 9のとおりである。
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表 9 主な随契先民間企業等への発注元独立行政法人退職者の再就職者の状況（平成 19年 4月 1日現在）
（単位：法人、人、百万円）

調査した主
な随契先民
間企業等の
数

�

�のうち発注元
独立行政法人退
職者の再就職者
在籍の法人数

�
（�/�）

�におけ
る発注元
独立行政
法人数

�における発注元
独立行政法人退職
者の再就職者数�

1法人当
たりの平
均再就職
者数
�/�

�のうち
国家公務
員出身者

�の主な随契先民間企業等へ
の随契支払額

うち役員
数 平成 18年度 19年度（12月

まで）

1,187［1,797］ 92［96］
（7.7％）

22 395 118 4.2 59 87,665 47,956

注� ［ ］書きは、随契先民間企業等の重複を含んだ延べ法人数である。

注� 「�の主な随契先民間企業等への随契支払額」は、再就職者が在籍している主な随契先民間企業等
への随意契約に係る発注元独立行政法人からの支払金額である。

3 検査の結果に対する所見

� 検査の結果の概要

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について、合規性、経済性、効率性、有

効性等の観点から、横断的に調査・分析するとともに、業務の実施状況や財務の状況はど

のようになっているか、契約事務は適切に行われて、公正性、競争性及び透明性は確保さ

れているかなどに着眼して検査を実施した。

検査の結果の概要は、次のとおりである。

ア 業務及び財務の状況

� 業務について

a 中期目標の期間の終了時における主務大臣の見直しに基づいて、20年 3月末ま

でに統廃合の対象とされた 23法人が 9法人に整理されて、この結果 14法人が削減

されているが、統廃合された法人が行っていた業務の状況をみると、22法人は統

合先法人に承継されており、 1法人は国に再度移管されている。また、これ以外に

も、業務の追加又は廃止により、新たな勘定の設置又は勘定の廃止が行われてお

り、この結果 13勘定が廃止されて、 8勘定が新たに設置されている。

b 中期目標の設定と評価の状況についてみると、繰越欠損金が多額となっている

11法人 12勘定の中には、繰越欠損金の解消に向けての目標を設定しているものも

あるが、当該勘定の収益等の改善を目標として設定したにとどまっていたり、繰越

欠損金の解消や収支改善についての目標を設定していなかったりなどしていて、必

ずしも、定量的かつ高水準の目標設定とはなっていないものがある。そして、上記

について、18年度の年度評価の状況をみると、繰越欠損金が前年度に比べて増加

している法人・勘定においても、中期目標又は中期計画を達成しているなどとして

いる状況である。

� 財務について

a 独立行政法人化に伴う政府出資金の増減の状況をみると、政府出資金が減少して

いる法人は 27法人であり、その減少額は、国が承継したことによるものなどを控

除すると計 11兆 4017億円となっている。また、18年度末における独立行政法人

に対する政府出資金に係る台帳価格（純資産額をもって評価された価格）は、97法

人 159勘定で計 19兆 5328億円となっていて、18年度末までに行った出資額の累

計 17兆 6605億円と比べると計 1兆 8723億円増加している。しかし、このうち、
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台帳価格が出資額の累計に比べて減少している法人・勘定が 59法人 85勘定あり、

その減少額は 1兆 1981億円となっている。また、負債が資産を超過していること

から、台帳価格が 0円となっている法人・勘定が 7法人 7勘定あり、これらの法

人・勘定における負債超過額は計 5885億円となっている。

b 18年度末までに中期目標期間の最終年度が到来した法人のうち、運営費交付金債

務の収益化基準に費用進行基準のみを採用している 57法人は、精算収益化額を計

434億円計上している。しかし、当該基準を採用していても運営費交付金を全額使

用しているため、精算収益化額が 0円となっているものも 4法人 4勘定ある。ま

た、精算収益化額を上回る前期からの繰越欠損金があることなどから、精算対象積

立金を計上できないため、中期目標期間中に交付された運営費交付金のうち業務運

営の財源に充てられなかった金額が国庫に納付されず、法人内部に現金・預金等と

して留保されることとなっているものが 2法人 2勘定、計 3億円ある。

c 18年度末に繰越欠損金を計上しているものが 30法人 46勘定ある。この中には、

独立行政法人化に伴い、旧法人が計上していた繰越欠損金を政府出資金等で処理し

たものの、再び 10億円以上の繰越欠損金を計上しているものが 2法人 2勘定あ

る。

d 政府出資又は政府出資見合いの資産を売却して得た資金については、相応の減資

を行って政府出資金を国庫に納付する規定がないため、法人内部に留保されている

ものが 14法人、計 290億円ある。また、売却以外の資産の処分（敷金・保証金の返

戻 14法人、計 27億円、関係会社の清算処理等 4法人、計 26億円）により得た資金

や旧法人から承継した政府出資見合いの金融資産（ 1法人 25億円）についても、同

様の事態となっていて、法人内部に留保されているものが 15法人、計 79億円あ

る。

イ 契約制度、落札率等入札及び契約の状況

� 独立行政法人の契約制度について

a 一般競争契約における公告については、公告期間、公告の方法等を明確に会計規

程等で定めていない法人が 4法人あり、公告期間の下限が国の基準を下回っている

法人が 45法人ある。また、指名競争契約限度額について、国の金額基準を上回る

基準を設定している法人が 11法人ある。

b 随意契約の基準については、少額随契に係る随契限度額はすべての法人が国の金

額基準と同額か又はこれを下回っているが、随意契約によることができる範囲が明

確かつ具体的でない包括的随契条項又は契約相手方が公益法人の場合は随意契約が

できるとする公益法人随契条項を設定している法人がそれぞれ 54法人、11法人あ

る。

c 企画競争又は公募については、それぞれ 93法人、71法人が制度を導入している

が、このうち実施方法に係る要領、マニュアル等を整備している法人はそれぞれ

37法人、27法人にとどまる。

d 契約の発注に際して、予定価格を作成しなければならない旨が会計規程等に明確

に定められていない法人が 3法人ある。また、予定価格の作成の省略に関する取扱

いについても、省略する理由や対象範囲が明確でなく、その妥当性に疑義のあるも
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のがある。さらに、国の場合、予定価格が 100万円を超えないものに限って作成を

省略できるとしているが、これよりも高額に設定している法人も 36法人ある。

� 入札及び契約全般の状況について

a 契約方式の状況をみると、随意契約の割合は、件数では 18年度 75.5％、19年度

（12月まで）74.4％、支払金額では 18年度 71.5％、19年度（12月まで）75.1％となっ

ていて、競争契約の割合よりも高い。そして、平均落札率も競争契約が 18年度

88.8％、19年度（12月まで）89.0％となっているのに対して、随意契約はそれぞれ

96.5％、96.4％となっていて、競争契約より 7.7ポイント、7.4ポイント高く、競争

性及び経済性の面で十分ではない状況となっている。また、契約相手方別にみる

と、競争契約の割合は、「民間企業」が件数では 18年度 30.0％、19年度（12月まで）

32.8％、支払金額では 18年度 36.9％、19年度（12月まで）34.1％と最も高く、「公

益法人等」はそれに比べて件数では 18年度 23.9ポイント、19年度（12月まで）23.6

ポイント、支払金額では 18年度 35.1ポイント、19年度（12月まで）26.9ポイント

も低い状況となっている。

b 競争契約における応札者数の状況をみると、応札者が 5者以上のものは、18年

度 39.3％、19年度（12月まで）29.1％である一方、 1者応札のものが 18年度

25.7％、19年度（12月まで）35.3％ある。競争契約について応札者数と平均落札率

の関係をみると、 1者応札の場合は、平均落札率が 18年度 95.3％、19年度（12月

まで）95.1％となっているのに対して、複数応札の場合はこれをそれぞれ 8.9ポイ

ント、9.7ポイント下回っており、競争契約であっても 1者応札については実質的

に競争性を確保しにくい状況となっている。

� 随意契約の実施状況及び随意契約とした理由の妥当性について

a 随意契約とした適用理由をみると、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」

に該当するためとする契約が半数以上を占めているが、「法人独自の規定による少

額随契」や「法人独自の理由による随意契約」を適用理由とするものも相当数あり、

これらも含めると 9割を超えている。

そして、契約の一部を抽出して随意契約とした理由の妥当性を実際に検証したと

ころ、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」等を理由として契約相手方を選

定している随意契約の中には、その理由の妥当性に関して検討すべきであったと認

められた契約が 955件見受けられた。

b 随意契約に当たり企画競争を実施している場合があるが、企画競争を導入してい

る 93法人のうち、 3法人は参加者の募集を公示していなかったり、10法人は企画

書等の審査に当たり評価項目等をすべて参加者に開示していなかったりなど、公正

性及び透明性の確保が十分でないものがある。

� 公益法人等に対する随意契約について

a 公益法人等を契約相手方とする契約については、随意契約の割合が件数では 18

年度 93.8％、19年度（12月まで）90.7％、支払金額では 18年度 98.1％、19年度（12

月まで）92.7％となっていて、対象契約全体でみた場合よりも件数では 18年度 18.3

ポイント、19年度（12月まで）16.3ポイント、支払金額では 18年度 26.6ポイン

ト、19年度（12月まで）17.6ポイント高い状況となっている。また、随意契約とし
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ている適用理由については、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当す

るためとしている契約の割合が半数を超えている。

b 契約相手方が公益法人等である随意契約における再委託については、契約条項に

おいて再委託に関する規定を設けていないものが 18年度 14.9％、19年度 17.2％あ

る。また、再委託が行われている契約の再委託率をみると、再委託率が 50％以上

となっているものの割合が件数で 46.0％、支払金額で 44.8％を占めており、再委

託率が 90％を超えているものも、それぞれ 4.4％、1.7％ある。

� 契約の適正化及び透明性の向上に向けた取組について

各独立行政法人は、競争入札の増加等に伴う事務量の増加に対処するため、複数年

契約の活用等による契約の合理化、仕様書等の様式の統一や契約事務の電子化等によ

る事務処理の効率化・省力化等の取組を講じている。また、随意契約の理由の妥当性

については、70法人が契約担当部門の審査を含む複数の部門等による事前の審査を

実施している。また、契約に係る情報については、ほとんどの法人は、おおむね適切

に公表している。

� 発注元独立行政法人退職者の再就職について

発注元独立行政法人退職者の再就職者は、19年 4月 1日現在で、随契先公益法人

等のうち 129法人に 827人（うち国家公務員出身者は 114人）、主な随契先民間企業等

のうち 92法人に 395人（同 59人）がそれぞれ在籍している。そして、発注元独立行政

法人退職者の再就職者が在籍している公益法人等は、在籍していない公益法人等に比

べて、 1法人当たりの随意契約件数や支払金額が多く、また、随意契約のうち企画競

争又は公募を経ない随意契約の支払金額の割合も高い状況となっている。

� 所見

独立行政法人制度は、導入以来 7年が経過している。この間、人件費や財政支出の削

減、自己収入の増加、透明性の確保について一定の成果があったとされている一方、業務

運営の在り方や契約の状況等について、様々な問題点が指摘されている。

政府は、前記のとおり整理合理化計画を策定して、これを着実に実行するとともに、独

立行政法人制度の原点に立ち返った見直しなどを行うため、独立行政法人の評価機能の一

元化、保有資産の見直しのための法整備等を内容とする通則法の改正案を第 169回国会に

提出している。

したがって、以上の検査結果を踏まえて、各独立行政法人等は、整理合理化計画におい

て講ずることとされている措置を着実に実施するとともに、次の点に留意することが必要

である。

ア 業務及び財務の状況

� 業務について

a 中期目標期間の終了時における業務の見直しに当たって、主務大臣は、独立行政

法人制度の原点に立ち返り、各法人が行っている事務・事業が国民にとって真に不

可欠であるかの検討を一層厳格に行うとともに、引き続き当該法人が事務・事業を

行う場合であっても、その適正化・効率化等を推進する。

b 中期目標の設定に当たって、主務大臣は、業務運営等の評価をより厳正に行うこ

とができるよう、できる限り定量的かつ高水準な目標を的確に設定する。
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� 財務について

a 精算収益化額に相当する額が国庫に納付されず、法人内部に留保されることとな

る法人について、政府は、精算収益化額に相当する額を精算対象積立金に計上して

国庫に納付している他の法人との均衡を失しないよう適切な取扱いを検討する。

b 繰越欠損金を計上している法人・勘定については、その解消等に向けて計画的に

取り組む。特に、独立行政法人化後に再び繰越欠損金を計上している法人や政府出

資金の台帳価格が減少している、あるいは 0円となっている法人・勘定にあって

は、より効率的な業務運営等に努める。

c 政府出資又は政府出資見合いの資産の処分等により得た資金や旧法人から承継し

た政府出資見合いの金融資産で、引き続き法人内部に留保されることとなる資金に

ついて、政府は、国庫に納付することが可能となるよう、減資に関する立法措置を

速やかに講ずる。

イ 契約制度、落札率等入札及び契約の状況

� 独立行政法人の契約制度について

a 一般競争契約における公告期間、公告の方法等や予定価格の作成に関する定めな

ど、契約の適正化を図る上で重要な契約手続については、会計規程等において明確

に定める。

b 随意契約の基準において、包括的随契条項又は公益法人随契条項を設定している

場合や、予定価格の作成の省略に関する取扱いについて、省略する理由や対象範囲

が明確でない場合は、し意的な運用を排除するため、各法人の業務の特性等を踏ま

えて、これらに係る基準をできる限り明確かつ具体的に定める。

c 公告期間の下限が国の基準を下回る場合や、指名競争契約限度額や予定価格の作

成の省略に関する取扱いを国の金額基準を上回って設定している場合は、業務運営

上真にやむを得ないものを除き見直しを行う。

d 総合評価方式、企画競争、公募、複数年契約等、契約の適正化及び透明性の向上

に効果があると認められる取組については、今後更なる導入を図るとともに、実施

に当たっては、要領、マニュアル等の整備を行う。

� 入札及び契約全般における競争性の確保について

a 国や他の独立行政法人等の契約実例を調査して参考にするとともに、発注する業

務の内容に係る仕様書等を工夫したり、事業者の審査を適切に行ったりするほか、

少額購入等を予定している調達についてもこれを計画的に集約することにより一括

契約を可能とするなどして競争契約を拡大して、契約の透明性の向上を図る。併せ

て、競争契約を実施する場合においては、業務運営の安定的かつ確実な実施等に十

分配慮した上で、実質的な競争性の確保を図る。

b やむを得ず随意契約によらざるを得ないとき、特に「契約の性質又は目的が競争

を許さない場合」という理由を適用する場合には、他に履行可能な者がいないかの

把握等を、公募を適切に実施するなどして厳格に行う。

c 仕様書等の内容を具体的に提示できる場合は、総合評価方式を含む競争契約に移

行することに努める。そして、仕様書等の内容の具体的な提示が困難で随意契約に

よらざるを得ない場合でも、可能な限り企画競争を実施することに努める。そし
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て、企画競争の実施に当たっては、参加者の募集は公示により行うとともに、審査

の方法、評価項目等の設定を適切に行い、これらの状況や審査結果等を適時適切に

開示するなどして契約の公正性及び透明性の一層の向上を図る。

� 公益法人等に対する随意契約について

a 従来公益法人等を契約相手方としてきた随意契約について、契約の具体的な業務

内容を精査して、他に履行可能な者がおらず、真に随意契約によらざるを得ない場

合に該当するもの以外は、速やかに競争契約に移行する。

b 再委託については、契約の適正な履行を確保するため、契約の内容に応じて、再

委託を禁止したり、再委託に当たっては発注者の承認を要することとしたりなどす

る旨の契約条項を設けるとともに、再委託率が高率となっている契約については、

随意契約とした理由との整合性に留意する。

� 契約の適正化及び透明性の向上に向けた取組について

随意契約の見直しを確実に実施するため、契約事務の合理化、効率化等を引き続き

進めるとともに、契約の適正化に向けた審査体制の一層の充実に努める。また、契約

の透明性の向上を図るため、契約に係る情報を引き続き適切に公表するとともに公表

方法の一層の充実に努める。

� 発注元独立行政法人退職者の再就職について

発注元独立行政法人退職者の再就職者が在籍している法人を随意契約の相手方とす

る場合には、特に透明性の確保に留意して、随意契約とした理由の妥当性等について

十分に説明責任を果たせるようにする。

また、本院としては、政府出資又は政府出資見合いの資産の処分等により得た資金、

旧法人から承継した政府出資見合いの金融資産で、法人内部に留保されている資金の管

理はどのようになされるか、また、保有資産の見直しのための法整備の状況を踏まえ

て、各独立行政法人に留保されている資金は適切に国庫納付がなされることになるかに

ついて、今後とも注視していくこととする。

本院としては、本報告の取りまとめに際して、19年 12月に策定された随意契約見直し

計画に基づく個別の随意契約の見直し状況に係る検証を終えるに至っていない部分がある

ことなどから、これを中心に引き続き検査を実施して、検査の結果については、取りまと

めが出来次第報告することとする。
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第 3節 国会からの検査要請事項に関する検査状況

防衛装備品の一般輸入による調達について

検 査 対 象 防衛省（平成 19年 1月 8日以前は内閣府防衛庁）

会 計 名 一般会計

一般輸入調達の
概要

外国から商社等を通じて輸入する防衛装備品の調達

検査の対象とし
た契約年度

平成 17年度～19年度

一般輸入による
契約件数及び契
約金額

4,163件 1594億円（平成 17年度）

4,203件 1259億円（平成 18年度）

4,423件 1336億円（平成 19年度）

計 12,789件 4189億円

1 検査の背景

防衛省（平成 19年 1月 8日以前は内閣府防衛庁）は、装備品等及び役務（以下「防衛装備品」

という。）の調達を行っている。防衛装備品の調達は、防衛省が国内において製造、販売され

ている防衛装備品について国内製造会社等から行う調達（以下「国内調達」という。）と防衛省

が外国から直接又は商社等を通じて行う調達（以下「輸入調達」という。）とに区分される。さ

らに、輸入調達は外国から商社等を通じた輸入（以下「一般輸入」という。）による調達（以下

「一般輸入調達」という。）と「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」（昭和 29年

条約第 6号）等に基づくアメリカ合衆国政府（以下「合衆国政府」という。）からの有償援助

（Foreign Military Sales）による調達（以下「FMS調達」という。）とに区分される。また、調達

業務を実施している装備施設本部（19年 8月 31日以前は装備本部、18年 7月 30日以前は契

約本部）及び各自衛隊の部隊等（以下、これらを合わせて「調達実施機関」という。）別にみる

と、「装備品等及び役務の調達実施に関する訓令」（昭和 49年防衛庁訓令第 4号）に定める品目

について装備施設本部が行う調達（以下「中央調達」という。）と、上記の訓令に定められてい

ない品目、訓令で定める品目であっても 1件 150万円以下のものなどについて各自衛隊の部

隊等が自ら行う調達（以下「地方調達」という。）とに区分される。

一般輸入調達については、株式会社富士インダストリーズ（以下「富士インダストリーズ」

という。）が防衛装備品の価格を水増しして過大請求を行っていたことが 18年 11月に判明し

て、防衛省はその事実を公表した。その後の 19年 11月にも株式会社山田洋行（以下「山田洋

行」という。）による過大請求が判明するなど過大請求の発覚が続き、国会の各委員会で審議

が行われて、契約の在り方等について質疑が行われた。

国の契約は会計法（昭和 22年法律第 35号）等により、適正に行われることが基本であること

から、防衛装備品の一般輸入調達に関する過大請求事案により、国の契約の適正性が損なわ

れている状況を踏まえて、本院は 20年次に、一般輸入調達の契約手続、予定価格の算定等

の状況等について、検査に取り組むこととして、20年 4月 1日に防衛調達検査室を設置し

て検査体制の充実を図ったところである。
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また、本院は、20年 6月 9日に、参議院から国会法（昭和 22年法律第 79号）第 105条の規

定に基づき防衛装備品の一般輸入による調達について、�一般輸入を含めた防衛装備品調達

全般の状況、�一般輸入による調達の契約方法、契約手続、予定価格の算定などの状況、�

一般輸入に係る過大請求事案の状況及びこれに対する防衛省の対応策の実施状況の各事項に

ついて、会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対して同月

10日に検査官会議において、会計検査院法第 30条の 3の規定により検査を実施してその検

査の結果を報告することを決定した。

2 国の契約事務の概要

国の物品の購入、役務請負等の契約に係る会計事務手続は、会計法等に基づき行われるこ

ととなっている。国の契約事務の概要は次のとおりである。

� 契約方式

契約方式は、国に最も有利な条件の申込みをした者を契約の相手方とする一般競争によ

ることが原則とされている。ただし、契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少

数で一般競争に付する必要がない場合等においては、特定多数の者に申込みをさせる指名

競争によるものとされている。また、契約の性質又は目的が競争を許さない場合等におい

ては、随意契約によるものとされている。なお、競争に付しても入札者がないとき、又は

再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができるものとされている

（以下、このような随意契約を「不落随契」という。）。

� 予定価格の算定

契約担当官及び支出負担行為担当官は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関す

る仕様書、設計書等によって予定することとされている。

そして、予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給

の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければなら

ないとされている。

また、随意契約によろうとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならないと

されている。

� 公共調達の適正化の概要

国が締結している随意契約の適正化に向けた取組として、財務大臣は各省各庁の長あて

に、「公共調達の適正化について」（平成 18年 8月 25日財計第 2017号。以下「財務大臣通知」

という。）を通知している。

財務大臣通知では、原則として一般競争入札（総合評価方式を含む。以下同じ。）による

調達を行うこととされており、従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについて

は、一般競争入札又は企画競争若しくは公募
（注 1）

を行うことにより、競争性及び透明性を担保

することとされている。

（注 1） 公募 特殊な技術又は設備等が不可欠な契約において、必要な技術又は設備等をホー

ムページ等で具体的に明らかにした上で、参加者を募ることであり、参加者が複数

いる場合は一般競争入札又は企画競争が行われて、特定の者しかいない場合は当該

者と随意契約が行われることになる。
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3 検査の実施状況

� 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性、経済性、効率性等の観点から、契約事務が適切に行われて、公正性、

競争性及び透明性が確保されているかなどに着眼して、防衛省の 17年度から 19年度まで

の防衛装備品の一般輸入調達契約 12,789件、4189億円（17年度 4,163件、1594億円、

18年度 4,203件、1259億円及び 19年度 4,423件、1336億円）を対象として、防衛装備品

の調達額の状況、一般輸入調達の契約手続、予定価格の算定等の状況、一般輸入調達に係

る過大請求事案の状況について検査した。そして、検査に当たっては、17年度から 19年

度までの一般輸入による契約について調書を徴して契約の実施状況、競争性の状況、見積

書価格の確認状況等を分析するとともに、調達実施機関 7か所
（注 2）

において予定価格算定時の

見積書、支払金額確定時の請求書等を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、契

約相手方である山田洋行等 7会社に対して会計検査院法第 23条第 1項第 7号の規定によ

り検査することに決定して、外国製造会社等が発行した見積書、請求書、支払関係書類等

を確認するなどして会計実地検査を行った。

（注 2） 調達実施機関 7か所 装備施設本部、陸上自衛隊補給統制本部、海上自衛隊補給本

部、同自衛隊航空補給処、航空自衛隊第 2補給処、同自衛隊第 3補給処、同自衛隊

第 4補給処

� 検査の状況

ア 防衛装備品の調達額の状況

防衛省における「装備品等の統計調査に関する訓令」（昭和 34年防衛庁訓令第 69号）に基

づき報告された 15年度から 19年度までの防衛装備品の調達額は、次のとおりである。

� 防衛装備品の調達額の推移

防衛装備品の調達額を国内調達、一般輸入調達、FMS調達別にみると、表 1のと

おり、調達額合計に占める一般輸入調達の割合は、15年度以降 6.4％、6.4％、

7.1％、5.5％、6.3％と推移している。

表 1 防衛装備品の調達額の状況 （単位：百万円、％）

年 度
国内調達

輸 入 調 達

合 計一般輸入調達 FMS調達 計

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

平成
15 1,759,786 88.4 129,225 6.4 100,640 5.0 229,865 11.5 1,989,651

16 1,823,275 88.7 133,411 6.4 97,895 4.7 231,306 11.2 2,054,582

17 1,891,665 88.4 152,500 7.1 93,735 4.3 246,235 11.5 2,137,901

18 1,881,770 89.5 115,800 5.5 104,659 4.9 220,459 10.4 2,102,230

19 1,864,899 89.5 132,657 6.3 85,551 4.1 218,208 10.4 2,083,107

（注） 表 1から表 3までの金額は、当該年度中における変更契約を反映するなどしたものである。ま
た、金額及び割合については、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、防衛省が公表し

ている数値と一致しないことがある。

� 調達先及び調達機関別の調達状況

国内調達及び一般輸入調達の調達額を中央調達及び地方調達別にみると、表 2のと
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おり、国内調達は中央調達がおおむね 60％、地方調達が 40％で推移しているが、一

般輸入調達は中央調達が 50％台から 30％台へと減少傾向にあるのに対して、地方調

達が 40％台から 60％台へと増加傾向にあり、地方調達の調達額は 5年間で約 265億

円増加している。

表 2 防衛装備品の調達額の中央調達、地方調達別及び国内調達、一般輸入調達別の状況

上段：金額（単位：百万円）
下段：割合（単位：％）

年

度

中 央 調 達 地 方 調 達

計
国内調達 輸入調達 国内調達 輸入調達

一般輸入調達 FMS調達 一般輸入調達 FMS調達

平成
15

1,104,597
（62.7）

168,565 72,402
（56.0）

96,163 655,188
（37.2）

61,299 56,822
（43.9）

4,476 1,989,651

16 1,147,063
（62.9）

159,106 65,241
（48.9）

93,865 676,211
（37.0）

72,200 68,169
（51.0）

4,030 2,054,582

17 1,207,456
（63.8）

166,369 76,452
（50.1）

89,916 684,209
（36.1）

79,866 76,048
（49.8）

3,818 2,137,901

18 1,185,740
（63.0）

136,849 37,034
（31.9）

99,815 696,029
（36.9）

83,610 78,766
（68.0）

4,843 2,102,230

19 1,173,233
（62.9）

130,210 49,325
（37.1）

80,885 691,665
（37.0）

87,998 83,332
（62.8）

4,666 2,083,107

� 品目別の一般輸入調達の状況

一般輸入調達の調達額を品目別にみると、表 3のとおり、航空機（構成品を含む機

体及び航空機用エンジン、航空機整備用機材等）が過半を占めている。

表 3 品目別の一般輸入調達の状況 （単位：百万円、％）

品 目
平成 17年度 18年度 19年度

金 額 割 合 金 額 割 合 金 額 割 合

航空機 93,287 61.1 63,788 55.0 73,398 55.3

通信電子器材 30,113 19.7 26,544 22.9 24,817 18.7

武 器 9,407 6.1 8,446 7.2 10,864 8.1

弾薬類 9,094 5.9 8,047 6.9 7,957 5.9

その他 10,596 6.9 8,973 7.7 15,620 11.7

計 152,500 100 115,800 100 132,657 100

イ 一般輸入調達の契約手続、予定価格の算定等の状況

� 調達の概要

a 一般輸入調達の手続の流れ

一般輸入調達の主な手続の流れは、以下のとおりである。

� 調達実施機関は、調達要求元から調達要求書に添付して送付された仕様書及び

仕様書を補足する細部資料（以下、これらを合わせて「仕様書等」という。）に基づ

き契約方式を決定して、競争契約を実施する場合は入札公告等を実施する。

� 調達実施機関は、競争契約に参加する商社等に対して当該防衛装備品の外貨額

等証明書（いわゆる見積書）の提出を要求して、提出された外国製造会社等の見積

書等に基づき予定価格の算定を行う。
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� 調達実施機関は、入札を実施して、落札した商社等と契約締結を行う。

� 調達実施機関は、必要に応じて契約条項に基づき前払金の支払及び部分払の手

続を行う。

� 通関業者が税関に申告及び申請手続を行った後、商社等は輸入した防衛装備品

を部隊等へ納入する。各自衛隊等の部隊等は、納入された防衛装備品の受領検査

を行う。

� 調達実施機関は、特約条項に基づき特定費目の代金の確定等が必要な場合に、

商社等が実際に要した金額を記載して作成した報告書（以下「実績額報告書」とい

う。）に外国製造会社等の請求書、輸入納税申告書、外貨決済レート及び送金を証

明する書類（以下「外貨決済証明書」という。）等を添付して提出させて、それらに

基づき実績額を確認する。

� 調達実施機関は、実績額報告書に基づき契約時における条件の範囲内で変更契

約を締結して、契約金額を確定して精算手続を行う。

b 商社等における手続の流れ

商社等における主な手続の流れは、以下のとおりである。

� 商社等は、防衛省で取得が見込まれる防衛装備品に関して、外国製造会社又は

外国製造会社と販売代理店契約を締結している外国の会社（以下「外国販売代理

店」という。）との間で、日本における販売代理店契約を締結する。そして、防衛

省からの要求に基づき外国製造会社等から販売代理店を証する書類（以下「代理店

証明書」という。）を徴取して、防衛省に送付する。

� 商社等は、防衛省からの要求に基づき、外国製造会社、外国販売代理店、商社

等の外国現地法人等の発行する見積書を取引の態様に応じて徴取して、全部又は

一部を商社等の見積書に添付して防衛省に送付する。

� 商社等は、契約を締結した後、外国製造会社等に防衛装備品の発注、通関手続

等を行い、防衛装備品が出荷されて外国製造会社等の納品書及び請求書を受領し

た後、外貨で送金を行う。

� 商社等は、出荷された防衛装備品を部隊等に納品するとともに、特約条項に基

づき特定費目の代金の確定等が必要な場合には実績額報告書を作成して、外国製

造会社等の請求書、外貨決済証明書等を添付して防衛省に提出する。

� 防衛省が実績額報告書等の確認を行って、精算金額を確定した後、商社等は代

金を受領する。

c 一般輸入調達における取引の態様

一般輸入調達における主な取引の態様は、分類すると以下のとおりである。

� 契約相手方である商社等が、外国製造会社と販売代理店契約を締結して、発

注、納品、支払をしている場合（Aタイプ）
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（参 考 図 1） Aタイプの概念図

� 契約相手方である商社等が、外国製造会社と販売代理店契約を締結して、外国

製造会社の子会社等を経由して発注、納品、支払をしている場合（Bタイプ）

（参 考 図 2） Bタイプの概念図

� 契約相手方である商社等が、外国販売代理店と販売代理店契約を締結するなど

して、外国販売代理店を経由して発注、納品、支払をしている場合（Cタイプ）

（参 考 図 3） Cタイプの概念図

� 契約相手方である商社等が、外国製造会社と販売代理店契約を締結して、商社

等の外国現地法人を経由して発注、納品、支払をしている場合（Dタイプ）

（参 考 図 4） Dタイプの概念図

注� 上記参考図の各タイプにおいて、上段は締結されている契約、下段は提出され

る書類名を示している。

注� 上記参考図の各タイプにおいて、（ ）書きされている各項目については、契約

を締結していない場合や書類を提出していない場合があることを示している。
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� 契約方式、予定価格の算定等の状況

a 契約方式の状況

防衛省は、財務大臣通知の細部実施要領として、「公共調達の適正化を図るため

の措置について（通知）」（平成 18年 12月 7日経装第 11020号）を定めている。

そして、防衛省は、財務大臣通知が発せられる以前は、外国製造会社から販売権

を与えられている販売代理店、ライセンス契約により自家製造用のための買付けと

国内販売権を与えられている国内製造会社と契約する場合等には、随意契約によっ

ていた。この場合、外国製造会社と販売代理店等との販売権を証する販売代理店契

約書又は販売権を有している旨の証明書を提出させて、確認を行っていた。

また、日本における販売代理店がない場合等には、当該物品又は同種物品につい

て輸入経験を有していて、かつ、納入実績のある商社等による指名競争契約によっ

ていた。

財務大臣通知が発せられた以降は、競争性のない随意契約によらざるを得ない場

合を除き、一般競争契約、又は公募を行った後、指名競争若しくは随意契約を行う

ことにより、競争性及び透明性を担保することとしている。

防衛省から提出された調書によると、17年度から 19年度までの一般輸入調達に

おける中央調達、地方調達別及び契約方式別の件数、契約金額は、表 4のとおりで

ある。

表 4 一般輸入調達における中央調達、地方調達別及び契約方式別の状況

� 中央調達 上段：件数、契約金額（単位：件、百万円）
下段：割合（単位：％）

契約方式

年度

一般競争契約 指名競争契約 随 意 契 約 計

件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額

平成
17

23
（ 4.1）

211
（ 0.2）

3
（ 0.5）

97
（ 0.1）

526
（95.2）

76,143
（99.5）

552
（100）

76,452
（100）

18
163

（37.1）
3,308

（ 8.9）
―

（ ―）
―

（ ―）
276

（62.8）
33,725
（91.0）

439
（100）

37,034
（100）

19
67

（17.7）
1,460

（ 2.9）
―

（ ―）
―

（ ―）
310

（82.2）
47,861
（97.0）

377
（100）

49,321
（100）

計 253
（18.4）

4,980
（ 3.0）

3
（ 0.2）

97
（ 0.0）

1,112
（81.2）

157,730
（96.8）

1,368
（100）

162,808
（100）

� 地方調達 上段：件数、契約金額（単位：件、百万円）
下段：割合（単位：％）

契約方式

年度

一般競争契約 指名競争契約 随 意 契 約 計

件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額

平成
17

84
（ 2.3）

224
（ 0.2）

228
（ 6.3）

1,762
（ 2.1）

3,299
（91.3）

80,972
（97.6）

3,611
（100）

82,959
（100）

18
119

（ 3.1）
662

（ 0.7）
343

（ 9.1）
3,778

（ 4.2）
3,302

（87.7）
84,432
（95.0）

3,764
（100）

88,873
（100）

19
566

（13.9）
13,886
（16.4）

428
（10.5）

4,203
（ 4.9）

3,052
（75.4）

66,246
（78.5）

4,046
（100）

84,336
（100）

計 769
（ 6.7）

14,773
（ 5.7）

999
（ 8.7）

9,744
（ 3.8）

9,653
（84.5）

231,650
（90.4）

11,421
（100）

256,169
（100）

（注）「契約金額」は、当初契約金額である。
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中央調達については、17年度は随意契約が件数、契約金額ともに 95％以上を占

めているが、18年度以降は、17年度と比べて件数では 10ポイント以上低下してい

る。また、地方調達については、17、18両年度とも随意契約が件数で 90％前後、

契約金額で 95％以上を占めているが、19年度は件数で 75.4％、契約金額で 78.5％

とそれぞれ 10ポイント以上低下している。

そして、表 4の随意契約によっているものについて、その理由別にみると、表 5

のとおり、中央調達については、17年度は契約相手方が日本における販売権を有

しているなどとして契約の性質又は目的が競争を許さない場合（以下「契約の性質

等」という。）を理由としているものがほとんどであったが、18、19両年度は、一般

競争後の随意契約がほとんどを占めている。また、地方調達については、契約の性

質等を理由としているものが毎年度最も多いものの、この中には、公募を実施した

が、応募者が契約相手方 1者のみであったものが 18年度 41件、19年度 1,785件含

まれている。さらに、予定価格が少額であることによる随意契約も毎年度全体の約

30％を占めている。

表 5 一般輸入調達における随意契約の理由

� 中央調達 （単位：件）

年 度

随 意 契 約 の 理 由

計
契約の性質等 緊急の必要

不落随契
少額随契

競争随契 指名随契

平成 17 501 ― 25 ― ― 526

18 4 ― 272 ― ― 276

19 1 ― 309 ― ― 310

計 506 ― 606 ― ― 1,112

� 地方調達 （単位：件）

年 度

随 意 契 約 の 理 由

計
契約の性質等 緊急の必要

不落随契
少額随契

競争随契 指名随契

平成 17 2,131 66 10 46 1,046 3,299

18 2,090 45 10 58 1,099 3,302

19 1,800 ― 10 64 1,178 3,052

計 6,021 111 30 168 3,323 9,653

注� 競争随契 一般競争に付しても入札者又は落札者がいないときに行う随意契約

注� 指名随契 指名競争に付しても入札者又は落札者がいないときに行う随意契約

注� 少額随契 契約に係る予定価格が少額であることによる随意契約

また、表 4の一般競争契約によっているものについて、応札者数の状況をみる

と、表 6のとおり、中央調達、地方調達共に応札者が 5者以上あるものの割合は減

少傾向にあり、逆に 1者応札の割合は増加傾向となっている。

第
4
章

第
3
節

国
会
か
ら
の
検
査
要
請
事
項
に
関
す
る
検
査
状
況

― 1125―



中央調達、地方調達を問わず 1者応札の割合が増加したのは、国内の特定の商社

等が日本国内での販売権を有している輸入品についても一般競争入札を導入したも

のの、当該商社等以外に入札する者がいないことによると考えられる。

表 6 一般輸入調達における一般競争契約の応札者数の状況

� 中央調達 上段：件数（単位：件）
下段：割合（単位：％）

年 度
応 札 者 数

計
1 者 2 者 3 者 4 者 5者以上

平成
17

―
（ ―）

10
（43.4）

3
（13.0）

2
（ 8.6）

8
（34.7）

23
（100）

18
109

（66.8）
29

（17.7）
16

（ 9.8）
7

（ 4.2）
2

（ 1.2）
163

（100）

19
52

（77.6）
12

（17.9）
2

（ 2.9）
1

（ 1.4）
―

（ ―）
67

（100）

計 161
（63.6）

51
（20.1）

21
（ 8.3）

10
（ 3.9）

10
（ 3.9）

253
（100）

� 地方調達 上段：件数（単位：件）
下段：割合（単位：％）

年 度
応 札 者 数

計
1 者 2 者 3 者 4 者 5者以上

平成
17

13
（15.4）

25
（29.7）

18
（21.4）

16
（19.0）

12
（14.2）

84
（100）

18
52

（43.6）
29

（24.3）
16

（13.4）
11

（ 9.2）
11

（ 9.2）
119

（100）

19
459

（81.0）
64

（11.3）
26

（ 4.5）
13

（ 2.2）
4

（ 0.7）
566

（100）

計 524
（68.1）

118
（15.3）

60
（ 7.8）

40
（ 5.2）

27
（ 3.5）

769
（100）

b 予定価格の算定方法

防衛省は、予定価格の決定の基準とする計算価格については、「調達物品等の予

定価格の算定基準に関する訓令」（昭和 37年防衛庁訓令第 35号）第 3条の規定によ

り、調達物品等に係る調達要求書、仕様書等、契約方式その他の契約条件を基に算

定することとなっており、一般輸入品の計算価格については、調達の相手方として

適当と認められる者から提出された見積資料を基に算定している。

計算価格の計算項目は、同訓令第 23条の規定により、品代、輸入手数料、販売

直接費等とされている。そして、同訓令第 25条の規定により輸入品の品代は CIF

価格
（注 3）

とされている。ただし、契約条件の特性により C&F価格
（注 4）

、FOB価格
（注 5）

によるこ

とが適当と認められる場合は、当該価格によることができることとされている。

（注 3） CIF価格 C&F（外貨）に海上保険料を加えた価格

（注 4） C&F価格 FOB（外貨）に外国内諸掛及び国内到着地までの海上運賃又は航空運賃を

加えた価格

（注 5） FOB価格 輸出港停泊の本船に積み込むまでの一切の費用を含んだ価格
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防衛装備品は、各自衛隊等が定める仕様書において、外国製造会社が製造し

て、検査に合格した未使用の製品（以下「ファクトリーニュー」という。）及びファ

クトリーニューと同一条件で製造されて外国製造会社が外国販売代理店等に引き

渡した製品（以下「サープラス」という。）に分類される

装備施設本部は、一般輸入調達する防衛装備品について、各自衛隊等が仕様書

においてファクトリーニュー及びサープラスと指定している場合には、いずれの

場合にも原則として外国製造会社の見積書を見積価格を証明する書類として、こ

れを基に予定価格を算定している。

しかし、中央調達においては、見積書の発行元の状況をみると、表 7のとお

り、外国製造会社が発行したもののほか、外国販売代理店や商社等の外国現地法

人等が発行したものも見受けられた。

表 7 中央調達における一般輸入調達の見積書の発行元の状況 （単位：件）

年 度
発行元 平成 17 18 19 計

1 外国製造会社 410 325 312 1,047

2 外国製造会社の子会社等 1 6 4 11

3 外国販売代理店 114 92 53 259

4 商社等の外国現地法人 25 15 8 48

5 商社等の子会社等 ― ― ― ―

6 商社等 ― 1 ― 1

7 その他の証明書 2 ― ― 2

8 確認していない ― ― ― ―

計 552 439 377 1,368

地方調達においても、見積書の発行元の状況をみると、表 8のとおり、外国製

造会社が発行したもののほか、外国販売代理店や商社等の外国現地法人等が発行

したものが過半数を占めていた。

表 8 地方調達における一般輸入調達の見積書の発行元の状況 （単位：件）

年 度
発行元 平成 17 18 19 計

1 外国製造会社 1,645 1,686 1,607 4,938

2 外国製造会社の子会社等 119 103 119 341

3 外国販売代理店 1,338 1,420 1,812 4,570

4 商社等の外国現地法人 473 496 450 1,419

5 商社等の子会社等 ― 6 12 18

6 商社等 21 33 25 79

7 その他の証明書 10 11 9 30

8 確認していない 5 9 12 26

計 3,611 3,764 4,046 11,421
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ウ 一般輸入調達に係る過大請求事案の状況

� 一般輸入調達に係る過大請求事案の状況

a 商社 3社の過大請求事案に対する防衛省の調査

18年 11月に、富士インダストリーズが防衛省に納入した一般輸入による防衛装

備品の契約について過大請求を行っていたことが判明した。

その後、19年 11月に、山田洋行が防衛省に納入した一般輸入による防衛装備品

2件（中央調達の US― 2用プロペラ整備用器材及び SH―60K型航空機用部品）の

契約について過大請求を行っていたことが判明した。

防衛省はこれを受けて、14年度から 19年度までの間の山田洋行との契約につい

て、防衛省に提出されていた外国製造会社又は外国販売代理店の見積書の写しを直

接、外国製造会社に送付して、その真正性の確認を行っている。その結果、中央調

達において、上記の 2件を含めて 10件の過大請求が判明して、さらに、12、13両

年度で各 4件、計 18件の過大請求が 20年 8月現在で判明している。

また、防衛省は、中央調達で 14年度から 18年度までに一般輸入調達の契約実績

のある商社等を対象として、 1社当たり 1件から 4件までの範囲で抽出した計 189

件について、契約当時に防衛省に提出されていた外国製造会社又は外国販売代理店

の見積書の写しを直接、外国製造会社に送付して、その真正性の確認を行ってい

る。その結果、極東貿易株式会社（以下「極東貿易」という。）との契約について、防

衛省に提出されていた外国製造会社の見積書が真正でないとの回答があった。この

ため、防衛省は、14年度から 19年度までの間の極東貿易との契約について、提出

されていた外国製造会社の見積書の写しを外国製造会社に送付して、その真正性の

確認を行っている。その結果、中央調達において 17件の過大請求が 20年 8月現在

で判明している。

前記の商社 3社に対する防衛省の調査状況は、表 9のとおりである。
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表 9 防衛省の調査状況 平成 20年 8月 1日現在

区 分
会社名 中 央 調 達 地 方 調 達

富士インダストリーズ
9件、119百万円 488件、1,357百万円

過大請求 調査中 過大請求 調査中

山田洋行

123件、18,377百万円 597件、26,588百万円

写しの送付 116件
未回答 8件
過大請求 1件
回 答 108件
真 正 45件
過大請求 9件
内容確認中 54件

写しの送付 525件
未回答 432件
過大請求 0件

回 答 93件
真 正 48件
過大請求 0件
内容確認中 45件

過年度の過大請求 8件

極東貿易

157件、4,991百万円 651件、12,607百万円

写しの送付 149件
未回答 57件
過大請求 2件

回 答 92件
真 正 36件
過大請求 15件
内容確認中 41件

写しの送付 567件
未回答 493件
過大請求 0件

回 答 74件
真 正 45件
過大請求 0件
内容確認中 29件

注� 各会社の上段は、平成 14年度から 19年度（富士インダストリーズは 9年度から 18年度）までの間
の契約件数及び契約金額である。

注� 中央調達の未回答の下段の過大請求は、防衛省の立入調査により判明したものである。

注� 金額は、防衛省が集計した数値であり表示単位未満を四捨五入している。

b 過大請求事案を受けた防衛省の対応

防衛省は、富士インダストリーズについては、現在も過大請求額の確認を行って

いる。

そして、防衛省は、山田洋行については、18件の過大請求のうち 2件は契約履

行中であることから、契約金額の減額を行い、残り 16件については過大額を

437,761,140円と確定して、これに延滞金 112,062,833円を加えた額 549,823,973円

を、20年 2月に、装備施設本部との間で締結された契約 1件に係る山田洋行の防

衛省に対する支払請求額と相殺を行った。

なお、山田洋行は、上記の契約 1件及び装備施設本部との間で締結された他の契

約 1件に係る売買代金の未払を主張して、20年 2月に東京地方裁判所に訴訟を提

起している。

また、極東貿易については、17件の過大請求が判明しているが、現在も調査を

実施している。

c 商社に対する本院の検査状況

本院は、商社の検査に当たり、過大請求が判明しているすべての契約のほか、毎

年継続的に契約している一般輸入調達に係る契約から抽出した契約等を対象として

検査した。

� 富士インダストリーズ

富士インダストリーズにおいて、 9年度から 17年度までの間に、装備施設本
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部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊と締結された AH―64D（機体）用初

度部品（輸入）（その 8）等の契約 34件、計 2億 5209万余円について検査したとこ

ろ、次のような事態が見受けられた。

上記の 34件は、販売代理店契約により富士インダストリーズの外国現地法人

を経由して輸入しているもの（Dタイプ）で、このうち 32件について、富士イン

ダストリーズは、外国製造会社の請求書等に記載された品代の単価等を、切り張

りすることなどにより改ざんして金額を過大にして、防衛省に提出していた。そ

して、改ざんした金額を輸入品の代金として外国現地法人に送金して、外貨決済

証明書を銀行より受けて、これを防衛省に送金証明として提出していた。

＜事例 1＞

富士インダストリーズは、平成 16年 1月に海上自衛隊航空補給処との間で

燃料ポンプの構成品（航空機部品）を 10,336,200円で契約していた。しかし、契

約前に富士インダストリーズは、外国製造会社が発行した航空機部品の見積書

の単価を切り張りして、実際よりも 6,000米ドル高い単価に改ざんして、同補

給処に提出していた。

そして、富士インダストリーズは、同補給処に対する実績額報告書に基づく

精算の際にも、外国製造会社の請求書を改ざんして提出していた。

� 山田洋行

山田洋行において、12年度から 18年度までの間に装備施設本部及び海上自衛

隊と締結された迫撃砲用縮射弾等の契約 49件、計 96億 4692万余円について検

査したところ、次のような事態が見受けられた。

上記 49件のうち、22件は山田洋行の外国現地法人の移転に伴い関係書類が廃

棄されていたり、19年 11月に刑事事案により東京地方検察庁に関係書類が押収

されたりしていた。これらを除く 27件の内訳は、販売代理店契約により山田洋

行の外国現地法人を経由して輸入しているもの（Dタイプ）が 20件、外国販売代

理店から輸入しているもの（Cタイプ）が 5件、外国現地法人及び外国販売代理店

から輸入しているもの（Dタイプと Cタイプが混在しているもの）が 2件となっ

ていた。

山田洋行が外国現地法人を経由して輸入している 22件（Dタイプ及び Cタイ

プと Dタイプが混在しているもの）のうち、防衛省において過大請求であると確

認している 14件は、山田洋行が外国現地法人に外国製造会社の請求書等を偽造

させて、防衛省に提出していた。また、残り 8件のうち 2件も、偽造した外国製

造会社の請求書等を防衛省に提出していたが、防衛省は、この 2件については調

査中という理由で過大請求が判明したとしていた前記 18件の契約及び前記の相

殺の際の過大額に含めていなかった。

そして、山田洋行は、改ざんした金額を輸入品の代金として外国現地法人に送

金して、外貨決済証明書を銀行より受けて、これを防衛省に送金証明として提出

していた。
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＜事例 2＞

山田洋行は、平成 15年 12月に契約本部との間でブレード・ダイナミック・

バランス・アナライザ（US― 2用プロペラ整備用器材）を 9,124,500円で契約し

ていた。しかし、契約前に山田洋行は、外国製造会社が発行した US― 2用プ

ロペラ整備用器材の見積書を、同社の外国現地法人であるヤマダインターナ

ショナルコーポレーションに外国製造会社の発行であるかのように実際よりも

25,000米ドル高く偽造させて、契約本部に提出していた。

そして、山田洋行は、契約本部に対する支払の請求や実績額報告書に基づく

精算の際にも、外国製造会社の請求書を偽造して提出していた。

� 極東貿易

極東貿易において、13年度から 19年度までの間に装備施設本部と締結された

複合空中線 AN/OE―538等の契約 35件、計 17億 1701万余円について検査した

ところ、次のような事態が見受けられた。

上記の 35件は、販売代理店契約により極東貿易の外国現地法人を経由して輸

入しているもの（Dタイプ）で、このうち、防衛省において過大請求と公表して

いる 17件は、極東貿易が外国製造会社の請求書等を偽造して、防衛省に提出し

ていた。そして、改ざんした金額を輸入品の代金として外国現地法人に送金し

て、外貨決済証明書を銀行より受けて、これを防衛省に送金証明として提出して

いた。

＜事例 3＞

極東貿易は、平成 17年 3月に契約本部との間で複合空中線 AN/OE―538

（潜水艦搭載用の通信用アンテナ）を契約金額 221,550,000円で契約していた。

しかし、契約前に極東貿易は、外国製造会社が発行した潜水艦搭載用の通信用

アンテナの見積書を、外国製造会社の発行であるかのように実際よりも 52,000

米ドル高く偽造して、契約本部に提出していた。

そして、極東貿易は、契約本部に対する支払の請求や実績額報告書に基づく

精算の際にも、外国製造会社の請求書を偽造して提出していた。

d 合衆国政府の公表資料による調達価格の検証

防衛省の一般輸入調達の主要な調達先であるアメリカ合衆国においては、合衆国

政府が、昭和 60年に連邦後方情報システム（Federal Logistics Information System。

以下「FLIS」という。）を構築して、契約実績、同等品、製造会社、米軍等が調達し

た防衛装備品の調達価格（以下「米軍実績価格」という。）を基に国防省が制定した標

準価格（以下「国防省価格」という。）等の情報を FLISに集積している。国防省価格

は、連邦カタログ制度関与国の調達への寄与等を目的に、国防省が算定要素に加え

ても適正と判断した米軍実績価格の平均に補正を加えて算定されている。

そして、合衆国政府は、平成 5年以降はインターネット上の webFLIS（以下

「ウェブ・フリス」という。）等を用いて、これらの情報を公表している。

そこで、防衛省が調達している防衛装備品の価格（以下「防衛省調達価格」とい

う。）の妥当性を検証するために、ウェブ・フリスを用いて、過大請求が判明してい
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る契約について、20年 8月時点の国防省価格との比較を行った。

� 富士インダストリーズに係る過大請求が判明している契約 32件の 128品目（計

2億 5151万余円）のうち、ウェブ・フリスで国防省価格が公表されている 52品

目（17契約）について国防省価格と比較したところ、過大請求に係る防衛省調達

価格は平均 3.3倍、防衛省の調査で判明した偽造前の見積書価格（以下「偽造前価

格」という。）は平均 1.1倍になっていた（Dタイプ）。

� 山田洋行に係る過大請求等が判明している契約 20件の 45品目（計 7億 5361万

余円）のうち、ウェブ・フリスで国防省価格が公表されている 14品目（ 8契約）に

ついて国防省価格と比較したところ、過大請求に係る防衛省調達価格は平均 22.3

倍、偽造前価格は平均 10.1倍になっていた（Dタイプ）。

� 極東貿易に係る過大請求が判明している契約 17件の 49品目（計 12億 6166万

余円）のうち、ウェブ・フリスで国防省価格が公表されている 13品目（ 6契約）に

ついて国防省価格と比較したところ、過大請求に係る防衛省調達価格は平均 9.7

倍、偽造前価格は平均 6.4倍になっていた（Dタイプ）。

そして、比較対象とした商社 3社の合計 79品目（31契約）について国防省価格と

比較したところ、次図のとおり、過大請求に係る防衛省調達価格は国防省価格より

も平均 7.7倍（中央値
（注 6）

2.3倍）もの高い価格となっていた。しかし、偽造前価格にお

いても国防省価格よりも平均 3.6倍（中央値 1.1倍）の高い価格となっているものが

あることから、これらの情報だけで直ちに防衛省調達価格の妥当性を判断するのは

困難な状況である。

しかし、防衛装備品の価格に係る情報を商社等を通じて入手する以外に有効な手

段が限られる現状において、ウェブ・フリスは国防省価格等を入手できる情報源で

あり、有効な活用方法について今後も更に検討を行うこととする。

（注 6） 中央値 資料を大きさの順に並べたとき、全体の中央にくる値。資料の個数が偶数の

ときは中央にある二つの値の平均値。他の値より著しく異なる値がある場合、平均

値はそれに引きずられて大多数の分布より大きくずれることがあるが、中央値はそ

れにほとんど影響されない点が優れているとされている。

第
4
章

第
3
節

国
会
か
ら
の
検
査
要
請
事
項
に
関
す
る
検
査
状
況

― 1132―



図 過大請求に係る防衛省調達価格及び偽造前価格と国防省価格との対比

� 一般輸入調達問題への防衛省の対応の状況

a 過大請求事案を受けた防衛省の対応

防衛省は、19年 12月に装備施設本部、各幕僚長等に対して「輸入品の売買契約

に係る調査及び確認について（通知）」（平成 19年 12月 28日経装第 12947号）を発出し

て、一般輸入調達に当たって計算価格の計算を行う場合には、契約相手方等から提

出又は提示された外国製造会社の見積書の信頼性を確保するために、外国製造会社

に対して、見積書の写しを送付して、その真正性について直接問い合わせることと

している。

b 総合取得改革推進プロジェクトチーム報告書

防衛省は、19年 10月に調達効率化施策等を中心に総合取得改革の一層強力な推

進を図るために、防衛省内に総合取得改革推進プロジェクトチームを設置して、そ

の後、一般輸入調達の在り方等について施策の検討を加えて、20年 3月に検討結

果を報告書として公表した。

一般輸入調達の在り方についての主な報告内容は次のとおりである。

� 過大請求は外国製造会社の見積書等の偽造により行われたことから、20年度

から特約条項で契約当事者である商社等に対しても、外国製造会社の見積書等の

原本提出を義務付ける条項を新設する。

� 装備施設本部の輸入調達専門官を 3名（米国駐在）から 10名に増員するなど、

一般輸入調達の現地価格調査の強化を 20年度から図る。
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� 制裁措置の実効性を高めるため、違約金を過大額の 2倍とすることとして、20

年度から実施する。

� 外国製造会社の参入を容易にするため、英語版の入札心得の作成等を実施す

る。また、直接契約を行うために必要な知識、語学等について教育プログラムを

策定して所要の教育を行う。

4 本院の所見

防衛省は、防衛装備品の調達を国内調達及び輸入調達により行っており、輸入調達のうち

一般輸入調達は、19年度の調達額が 1326億円、調達額総額に占める割合は約 6％となって

いる。一般輸入調達について、商社の過大請求事案が発覚したことから、防衛省は、その対

応について商社等を介在しない直接契約の検討等を行っているところであるが、商社等を通

じた一般輸入調達は当分の間、継続していくと考えられる。

20年次において、一般輸入調達について検査した状況は次のとおりである。

ア 防衛省は、財務大臣通知の方針を踏まえて、商社等との契約方式について、一般競争の

拡大を図っている。しかし、商社等は外国製造会社の日本国内における販売権を有してい

る場合が多いことから、一般競争に参加できる他の商社等が少なく、 1者応札であった

り、不落随契となる契約が多数あることから実質的な競争が行われていなかったりしてい

る状況が見受けられた。このため、一般輸入調達について一般競争契約の競争性を高める

ための方策等について引き続き検査を実施する。

イ 契約相手方から徴取する価格を証明する書類は、原則として外国製造会社が発行する見

積書としているが、外国製造会社以外が発行するものも見受けられたことから、防衛省に

提出される見積書の妥当性の検証方法等について引き続き検査を実施する。

ウ ウェブ・フリスは国防省価格等を入手できる情報源であるが、国防省価格と比較するだ

けでは直ちに防衛省調達価格の妥当性を判断するのは困難なことから、ウェブ・フリスの

有効な活用方法について引き続き検査を実施する。

エ 防衛省は、過大請求事案の調査を継続して、一般輸入調達問題に対する対応も執ってい

ることから、これらの実施状況について引き続き検査を実施する。

本院は、20年次の検査を踏まえつつ、国会からの検査要請について引き続き検査を実施

して、取りまとめが出来次第報告することとする。
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第 4節 特定検査対象に関する検査状況

第 1 金融システムの安定化のために実施された公的資金による金融機関に対する資本増強

措置の実施状況及び公的資金の返済状況等並びに預金保険機構の財務の状況について

検 査 対 象 内閣府（金融庁）、預金保険機構

会 計 名 一般会計

事 業 の 根 拠 預金保険法（昭和 46年法律第 34号）、金融機能の安定化のための緊急措

置に関する法律（平成 10年法律第 5号）、金融機能の再生のための緊急

措置に関する法律（平成 10年法律第 132号）、金融機能の早期健全化の

ための緊急措置に関する法律（平成 10年法律第 143号）等、一般会計予

算（平成 9年度～19年度）

事 業 の 概 要 金融の機能の安定化及び金融機能の早期健全化のために金融機関が発

行する優先株式等の引受け等を実施する資本増強及び引受け等した優

先株式等の処分を行う業務等

金融機能安定化
法及び金融機能
早期健全化法に
基づく資本増強
措置の実施額

10兆 4209億円（平成 9年度～13年度）

上記の資本増強
措置に投入され
た公的資金の返
済額

8兆 9940億円（平成 19年度末）

公的資金の残高 1兆 4268億円（平成 19年度末）

公的資金の返済
に伴う処分益の
累計額

1兆 2171億円（平成 19年度末）

1 検査の背景

� 資本増強措置の概要
たん

我が国においては、いわゆるバブル経済の崩壊後に、金融機関の破綻が相次いで発生す

るような状況となり、金融の機能に対する内外の信頼は大きく低下して、信用秩序の維持

と国民経済の円滑な運営に重大な支障が生ずることが懸念される事態となった。国は、金

融システムの信頼を回復させて、その安定を図るために、預金保険法（昭和 46年法律第 34

号）、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律（平成 10年法律第 5号。以下「金融機

能安定化法」という。）、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成 10年法律第

132号。以下「金融機能再生法」という。）、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関す

る法律（平成 10年法律第 143号。以下「金融機能早期健全化法」という。）等に基づく各種の施

策を実施して、これまでに多額の公的資金を投入してきている。

これらの施策のうち、破綻又は債務超過となった金融機関については、これまでに預金

等の全額保護、特別公的管理
（注 1）

、特別危機管理等の措置が執られた。一方、破綻はしていな

いが過少資本の状況に陥るなどした金融機関に対する施策として、国は、次のとおり、預
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金保険機構から株式会社整理回収機構（平成 11年 3月以前は株式会社整理回収銀行。以下

「整理回収機構」という。）に委託するなどして、金融機関が発行する優先株式等の引受け等

の措置（以下「資本増強措置」という。）を実施してきた。
たん

（注 1） 特別公的管理 破綻銀行等の営業譲渡等が行われることなく解散等が行われる場合に

は、我が国の金融機能又は地域経済活動等に極めて重大な障害等が生ずるおそれが

あり、これらを他の方法によっては回避することができないと認められるときに実

施される措置で、株式会社日本長期信用銀行及び株式会社日本債券信用銀行に対し

て実施された。

ア 金融機能安定化法に基づく資本増強措置

9年 11月に、株式会社北海道拓殖銀行や株式会社徳陽シティ銀行が破綻するなど、

金融機関の破綻が相次いで生ずる事態となった。

そして、我が国の金融機関が海外において資金調達を行う際に適用される金利が、ロ

ンドン市場での外国銀行間取引における基準金利（LIBOR）に、上乗せ金利分（以下

「ジャパン・プレミアム」という。）を加えた金利となるなど、10年 3月期末越えの資金

調達を控えて、危機的な状況であることが広く認識されていた。また、金融機関の融資

態度が必要以上に委縮して、慎重なものとなるいわゆる貸し渋りと呼ばれる状況が顕在

化した。

そこで、国は、金融機関の自己資本の充実を図ることにより、我が国の金融システム

に対する信頼を回復させて、金融の機能の安定化を図ることを目的として、10年 2月

に金融機能安定化法を制定して、預金保険機構が資本増強措置を実施できるようにし

て、同機構は整理回収機構に委託して資本増強措置を実施することとした。預金保険機

構は、この資本増強措置に関する経理を区分して行うために金融危機管理勘定を設け

た。金融機能安定化法に基づく枠組みは図 1のとおりである。

図 1 金融機能安定化法による資本増強措置の枠組み（当時）

そして、10年 3月に金融機能安定化法に基づき、21金融機関に対して計 1兆 8156億

円の資本増強措置が実施された。その後、同年 10月に施行された金融機能再生法によ

り金融機能安定化法は廃止されて、預金保険機構の金融危機管理勘定の資産及び負債は

金融機能再生法に基づき設置された金融再生勘定に引き継がれた。

イ 金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置

前記のとおり、21金融機関に対して金融機能安定化法に基づく資本増強措置が実施

されたが、10年 8月に、当該資本増強措置を受けた株式会社日本長期信用銀行の経営

問題が国会で議論されたり、ジャパン・プレミアムが再燃したりするなどして、依然と
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して金融システムに対する不安は解消されていない状況となっていた。こうした状況の

下、国は、長期化する景気の低迷と金融システムに対する信頼の確保が現下の最大の問

題とする認識の下に、我が国経済の再生のためにまず成し遂げるべきこととしては、金

融システムが健全に機能する基盤を整えることであるとした。

そして、国は、不良債権の処理を速やかに進めて、金融機能を早期に健全化させるこ

とにより、金融システムに対する内外の信頼を回復することなどを目的として、同年

10月に金融機能早期健全化法を制定して、14年 3月までの時限的な措置として、預金

保険機構は整理回収機構に委託して資本増強措置を実施することとした。預金保険機構

は、この資本増強措置に関する経理を区分して行うために金融機能早期健全化勘定を設

けた。金融機能早期健全化法に基づく枠組みは図 2のとおりである。

図 2 金融機能早期健全化法による資本増強措置の枠組み

そして、11年 3月から 14年 3月までに金融機能早期健全化法に基づき、32金融機関

に対して計 8兆 6053億円の資本増強措置が実施された。

ウ その他の資本増強措置

金融システムの安定化のための緊急対策に係る法的枠組みが逐次整備されてきた中

で、さらに、国は、金融システムに対するセーフティ・ネットを恒久措置として整備す

るために、12年 5月に預金保険法を改正して、恒久措置の一つとして危機的な事態に

対する例外的な措置（以下「金融危機対応措置」という。）を定めた。そして、同法に基づ

き、15年 6月に株式会社りそな銀行に対して 1兆 9600億円の資本増強措置が実施され

た。なお、この資本増強措置は、預金保険機構の危機対応勘定で経理されている。

また、国は、金融システムの強化等に資することを目的として、14年 12月に金融機

関等の組織再編成の促進に関する特別措置法（平成 14年法律第 190号。以下「組織再編法」

という。）を、16年 6月に金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成 16年法律

128号。以下「金融機能強化法」という。）を、いずれも 20年 3月末までの時限的な措置と

してそれぞれ制定した。なお、組織再編法の資本増強措置に係る規定は、金融機能強化

法に引き継がれた。組織再編法に基づく資本増強措置が、15年 9月に 1金融機関に対

して、また、金融機能強化法に基づく資本増強措置が、18年 11月及び同年 12月に 2

金融機関に対してそれぞれ実施された。
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上記のアからウまでで述べた資本増強措置の実施状況は表 1のとおりである。

表 1 資本増強措置の実施状況（平成 20年 3月末現在） （単位：億円）

根 拠 法
（資本増強措置の申込期間） 優 先 株 式 劣 後 債

劣後ローン 普 通 株 式 計
（実施年月）

ア 金融機能安定化法
（平成 10年 2月～同年 10月） 3,210 14,946 ― 〈21金融機関〉 18,156

（10年 3月）

イ 金融機能早期健全化法
（10年 10月～14年 3月） 70,492 15,560 ― 〈32金融機関〉 86,053

（11年 3月～14年 3月）

ア、イの計 73,702 30,506 ― 〈34金融機関〉 104,209
（10年 3月～14年 3月）

ウ

預金保険法
（恒久措置 13年 4月～） 16,635 ― 2,964 〈 1金融機関〉 19,600

（15年 6月）

組織再編法
（15年 1月～16年 7月） ― 60 ― 〈 1金融機関〉 60

（15年 9月）

金融機能強化法
（16年 8月～20年 3月） 405 ― ― 〈 2金融機関〉 405

（18年 11月、12月）

注� 資本増強措置の実施額は、資本増強時の種類（商品）で区分している。金融機能早期健全化法に

基づき引き受けた劣後債の一部は、優先株式への転換権付きであり、平成 14年 9月までにすべ
て優先株式に転換された。

注� 優先株式は、一般に議決権はないが剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有

する株式である。

注� 劣後債及び劣後ローンは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債及び

金銭消費貸借である。

� 過去の決算検査報告における記述

本院は、金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づき実施された資本増強措置

に関する検査の状況について平成 9年度決算検査報告から平成 13年度決算検査報告まで

毎年度掲記してきた。

特に、平成 13年度決算検査報告においては、資本増強措置等がジャパン・プレミアム

の解消等に一定の機能を果たしてきたと考えられるものの、公的資金による資本増強措置

が実施された金融機関（以下「資本増強行」という。）では多額の不良債権処理損失額が生じ

たことから、当期利益等の実績が経営の健全化のための計画（以下「経営健全化計画」とい

う。）の計画額を達成できないものや国に対する優先株式が無配になっているものがあり、

できるだけ早期に不良債権問題が解決されることが望まれることを記述した。また、資本

増強措置により引き受けている優先株式等については、国民負担の回避という観点から、

適正な価格で処分するなどの措置が執られる必要があることを記述した。

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点、着眼点及び対象

我が国の金融システムを巡る局面は、金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基

づく資本増強措置が実施された 10年 3月から 14年 3月までの状況から大きく変化したと

ころであり、これらの 2法によって取り組んだ不良債権問題は、緊急対応の局面を脱した

とされている。また、上記の資本増強措置により整理回収機構が引き受けるなどした優先

株式等計 10兆 4209億円についてみると、資本増強行による優先株式の買受け、普通株式

に引き換えた上での市場売却、資本増強行からの劣後債及び劣後ローンの返済等（以下、
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これらを合わせて「公的資金の返済」という。）が進ちょくしている。

そして、金融庁においても、資本増強行の健全性が向上し民間からの資本調達がおおむ

ね可能となるなど総じてみれば資本増強措置の所期の目的を達しつつある状況となってき

ているとして、17年 10月に優先株式等の処分方針について「納税者の利益」の立場により

重きを置いた考え方を公表して、優先株式等の処分に当たり資本増強行を巡る局面の変化

に対応しているところである。

一方、公的資金を完済した金融機関が多数見受けられるものの、まだ公的資金の返済が

終了していない金融機関（以下「公的資金未返済行」という。）もあり、中には優先株式の取

得条項期日までに公的資金の返済が行われなかったことから、当該優先株式を普通株式に

引き換えた金融機関も見受けられる。

そこで、本院は、前記の 2法に基づいて実施した 34金融機関
（注 2）

に対する資本増強措置計

10兆 4209億円（表 1の「ア、イの計」欄を参照）を検査の対象として、20年 3月末までの間

における、これらの 2法に基づく資本増強措置の実施状況、公的資金の返済状況、預金保

険機構の財務への影響等について、合規性、経済性、有効性等の観点から、過去の検査の

状況を踏まえて次の点に着眼して検査した。

� 金融機関の経営健全化はどのような状況となっているか。

� 公的資金の返済等はどのような状況となっているか。

� 公的資金未返済行に係る経営健全化はどのような状況となっているか。また、今後の

公的資金の返済はどのような状況となっているか。

� 優先株式の取得条項期日までに公的資金の返済が行われなかったことが預金保険機構

及び整理回収機構にどのような影響を与えているか。

� 資本増強措置は預金保険機構の財務にどのような影響を与えているか。

� 検査の方法

本院は、計算証明規則（昭和 27年会計検査院規則第 3号）に基づき預金保険機構から本院に

提出された財務諸表等について書面検査を行うとともに、金融庁、財務省、預金保険機構

等において会計実地検査を行い、金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資

本増強措置の実施後の状況及び保有している優先株式等の処分状況等に関する各種資料や

財務諸表等の書類により検査した。

（注 2） 34金融機関 株式会社第一勧業銀行、株式会社富士銀行、株式会社日本興業銀行、安

田信託銀行株式会社、株式会社三和銀行、株式会社東海銀行、東洋信託銀行株式会

社、三菱信託銀行株式会社、株式会社東京三菱銀行、株式会社さくら銀行、株式会

社住友銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社大和銀行、株式会社あさひ銀行、三

井信託銀行株式会社、中央信託銀行株式会社（以下、これらの金融機関を「主要行」

という。）、株式会社横浜銀行、株式会社足利銀行、株式会社広島総合銀行、株式会

社八千代銀行、株式会社熊本ファミリー銀行、株式会社九州銀行、株式会社関西さ

わやか銀行、株式会社和歌山銀行、株式会社近畿大阪銀行、株式会社北陸銀行、株

式会社北海道銀行、株式会社千葉興業銀行、株式会社福岡シティ銀行、株式会社東

日本銀行、株式会社岐阜銀行、株式会社琉球銀行（以下、これらの金融機関を「資本

増強地域銀行」という。）、株式会社日本長期信用銀行及び株式会社日本債券信用銀

行。ただし、金融機関の名称は資本増強時のものである（後掲の表 3参照）。
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（以下、各金融機関の名称中「株式会社」は記載を省略した。）

3 検査の状況

� 金融機関の経営健全化の状況について

金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置が実施された主要行

及び資本増強地域銀行並びに全地域銀行（資本増強行以外を含めた全国地方銀行協会加盟

行及び第二地方銀行協会加盟行並びに埼玉りそな銀行をいう。以下同じ。）について、金融

機能再生法に基づく資産査定の公表が義務付けられた 11年 3月期から 20年 3月期までに

おける、金融機関の健全性を表す指標である自己資本比率（単体ベース。以下同じ。）及び

不良債権比率の推移をみると、図 3のとおりとなっている。

注� 本図の各数値は、銀行単体の計数で、合併等が行われた銀行については合

併後の計数で算出している。以下、�においても同じ。
注� 本図は、各銀行の自己資本比率を単純平均した数値である。

注� 本図は、全国銀行協会発行の「全国銀行財務諸表分析」により作成してい

る。

注� 自己資本比率は、資産の各項目にそれぞれの資産のリスクに応じた掛目

（リスク・ウエイト）を乗じて得られた額の合計（リスク・アセット）に対する

資本金等の比率である。

注� 平成 15年 3月期の主要行平均は、りそな銀行が過少資本の状況に陥り自
己資本比率が 2.2％に低下した影響を受けているものであり、同銀行を除い
た主要行平均は 9.8％となる。

注� 足利銀行は平成 16年 3月期以降、自己資本比率が 0％未満であるため、
資本増強地域銀行及び全地域銀行平均の集計の対象から除外している。

図 3 自己資本比率及び不良債権比率の推移

	 自己資本比率の推移（単体ベース）
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注� 不良債権比率は、金融機能再生法に基づき公表されている金融再生法開示

債権ベースである。

注� 主要行平均及び資本増強地域銀行平均の推移は、全国銀行協会発行の「全

国銀行財務諸表分析」より算出していて、全地域銀行平均は、金融庁が作成

した「金融再生法開示債権等の推移」によっている。

注� 資本増強地域銀行平均の平成 11年 3月期については、全国銀行協会発行
の「全国銀行財務諸表分析」からは算出できない。

� 不良債権比率の推移

自己資本比率についてみると、主要行平均は 15年 3月期までは低下していたが、その

後は上昇傾向で推移しており、20年 3月期では 12.5％となっている。また、資本増強地

域銀行平均は 11年 3月期以降おおむね上昇傾向で推移しており、20年 3月期では 9.4％

となっている。そして、全地域銀行平均は、資本増強地域銀行平均と同様に上昇傾向で推

移している。

不良債権比率については、14年 10月に金融庁が策定した金融再生プログラムに基づい

て主要行が積極的な不良債権処理を実施するなどした結果、20年 3月期では、主要行平

均は 1.4％、資本増強地域銀行平均は 3.7％まで低下した。そして、全地域銀行平均も低

下傾向で推移している。

このように、資本増強行を含めて、我が国の金融機関の 20年 3月期における自己資本

比率及び不良債権比率は資本増強措置が実施された当時と比較して改善されており、資本

増強行が一定の自己資本比率を維持しつつ不良債権処理を実施してきたものと推測され

る。

� 公的資金の返済等の状況について

ア 公的資金の返済状況

� 資本増強措置の実施額及び公的資金の返済額等の推移

資本増強措置が開始された 9年度以降 19年度までの間における金融機能安定化法

及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置の実施額（表 1の「ア、イの計」欄 10

兆 4209億円）及び公的資金の返済額等の推移をみると、図 4のとおりとなっている。
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注� 「公的資金の返済額累計」は簿価ベースである。次図においても同
じ。

注� あしぎんフィナンシャルグループ（以下「あしぎん FG」という。）
の優先株式 1050億円に係る 27億円の残余財産の分配については、
簿価である 1050億円の処理を公的資金の返済額累計に、き損した
1022億円を損失の計上として処分益累計にそれぞれ含めている。
次図の主要行以外においても同じ。

図 4 資本増強措置の実施額及び公的資金の返済額等の推移（全体）

公的資金により整理回収機構が優先株式等を引き受けるなどして実施した資本増強

措置は全体で累計 10兆 4209億円であるが、このうち、19年度末までに、その約 8

割に当たる計 8兆 9940億円の優先株式等が処分された。そして、優先株式等の処分

価額が取得価額を上回ったことなどにより、19年度末時点において累計 1兆 2171億

円の処分益が生じている。

そして、これを主要行と主要行以外に分けてみると、図 5のとおりとなっている。
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（注）「主要行」には、りそなホールディングスの傘下銀行である近畿大

阪銀行への資本増強措置分を含み、「主要行以外」には、新生銀行及

びあおぞら銀行への資本増強措置分を含む。

図 5 資本増強措置の実施額及び公的資金の返済額等の推移

（主要行・主要行以外別）

主要行については 18年度にかけてメガバンクを中心に返済が進んだために、19年

度末現在で投入された公的資金の約 9割が返済されているが、主要行以外については

19年度末現在で公的資金の約 4割が残っている状況となっている。

� 公的資金の返済に伴う損益の状況

優先株式等の処分に伴う処分益累計 1兆 2171億円（図 4参照）について、資本増強

措置の根拠法及び種類（商品）の別にみると、表 2のとおり、優先株式の処分によるも

のが大宗を占めている。

表 2 公的資金の返済に伴う損益の状況（平成 20年 3月末現在） （単位：億円）

根 拠 法 種類（商品） 返 済 額 返済に伴う処分益

金融機能安定化法

優 先 株 式 1,310 264

劣後債・劣後ローン 14,946 5

計 16,256 269

金融機能早期健全化法

優 先 株 式 60,894 11,850

劣後債・劣後ローン 12,790 50

計 73,684 11,901

計 89,940 12,171

（注） あしぎん FGの優先株式 1050億円に係る 27億円の残余財産の分配については、簿
価である 1050億円の処理を返済額の合計 8兆 9940億円に、き損した 1022億円を損
失の計上として、返済に伴う処分益の合計 1兆 2171億円にそれぞれ含めている。
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これは、預金保険機構において、金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基

づく資本増強措置により引き受けた優先株式を処分する際には、後述のとおり当該資

本増強行の株価を勘案した適正な価格で処分するとしていることなどによると考えら

れる。

� 投入された公的資金の資本増強行ごとの返済状況

図 4の資本増強措置の実施額累計 10兆 4209億円、公的資金の返済額累計 8兆

9940億円及び公的資金の残高 1兆 4268億円を資本増強行ごとにみると、表 3のとお

りとなっている。

表 3 資本増強行ごとの公的資金の返済状況等（平成 20年 3月末現在）
� 公的資金の返済が終了した資本増強行 （単位：億円）

No. 金 融 機 関 名
（返済終了年月）

資本増強時の
金融機関名 実 施 年 月 資本増強額

公的資金の返済額

買入消却等 残余財産の
分配

1

みずほフィナン
シャルグループ
（平成 18年 7月）

�第一勧業銀行
10 年 3 月 990 990 ―

11 年 3 月 9,000 9,000 ―

�富 士 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 10,000 10,000 ―

�日本興業銀行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 6,000 6,000 ―

�安田信託銀行 10 年 3 月 1,500 1,500 ―

小 計 29,490 29,490 ―

2

三菱 UFJフィナ
ンシャル・グルー
プ

（18年 6月）

�三 和 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 7,000 7,000 ―

�東 海 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 6,000 6,000 ―

�東洋信託銀行
10 年 3 月 500 500 ―

11 年 3 月 2,000 2,000 ―

	三菱信託銀行
10 年 3 月 500 500 ―

11 年 3 月 3,000 3,000 ―


東京三菱銀行 10 年 3 月 1,000 1,000 ―

小 計 22,000 22,000 ―

3

三井住友フィナン
シャルグループ
（18年 10月）

�さ く ら 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 8,000 8,000 ―

�住 友 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 5,010 5,010 ―

小 計 15,010 15,010 ―

4
住 友 信 託 銀 行（16年 1月）

10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 2,000 2,000 ―

小 計 3,000 3,000 ―
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（単位：億円）

No. 金 融 機 関 名
（返済終了年月）

資本増強時の
金融機関名 実 施 年 月 資本増強額

公的資金の返済額

買入消却等 残余財産の
分配

5
�横 浜 銀 行（16年 8月）

10 年 3 月 200 200 ―

11 年 3 月 2,000 2,000 ―

小 計 2,200 2,200 ―

6
あしぎん FG

（18年 2月） �足 利 銀 行

10 年 3 月 300 300 ―

11 年 9 月 750 ― 750

11 年 11月 300 ― 300

小 計 1,350 300 1,050

7
もみじホールディ
ングス
（17年 12月）

�広島総合銀行 11 年 9 月 400 400 ―

8 �八 千 代 銀 行（18年 3月） 12 年 9 月 350 350 ―

9 �熊本ファミリー銀行（18年 5月） 12 年 2 月 300 300 ―

10
九州親和ホール
ディングス

（20年 2月）
�九 州 銀 行 14 年 3 月 300 ― 300

11 �関西さわやか銀行（16年 1月） 13 年 3 月 120 120 ―

12 	和 歌 山 銀 行（17年 12月） 14 年 1 月 120 120 ―

計 （A） 74,640 73,290 1,350

うち金融機能安定化法分
うち金融機能早期健全化法分

11,990
62,650

11,990
61,300

―
1,350


 公的資金未返済行 （単位：億円）

No. 金 融 機 関 名 資本増強時の
金融機関名 実 施 年 月 資本増強額

公的資金の
返済額（買
入消却等）

公的資金の
残高

13
りそなホールディ
ングス 注�

�大 和 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 4,080 2,446 1,633

あ さ ひ 銀 行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 5,000 3,430 1,569

�近畿大阪銀行 13 年 4 月 600 ― 600

小 計 11,680 7,877 3,802

14

中央三井トラス
ト・ホールディン
グス

�三井信託銀行
10 年 3 月 1,000 1,000 ―

11 年 3 月 4,002 1,870 2,132

�中央信託銀行
10 年 3 月 600 600 ―

11 年 3 月 1,500 ― 1,500

小 計 7,102 3,470 3,632

15
新 生 銀 行 �日本長期信用銀

行

10 年 3 月 1,766 466 1,300

12 年 3 月 2,400 1,200 1,200

小 計 4,166 1,666 2,500
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（単位：億円）

No. 金 融 機 関 名 資本増強時の
金融機関名 実 施 年 月 資本増強額

公的資金の
返済額（買
入消却等）

公的資金の
残高

16
あ お ぞ ら 銀 行 �日本債券信用銀

行

10 年 3 月 600 ― 600

12 年 10月 2,600 1,047 1,552

小 計 3,200 1,047 2,152

17
ほくほくフィナン
シャルグループ

�北 陸 銀 行
10 年 3 月 200 200 ―

11 年 9 月 750 350 400

�北 海 道 銀 行 12 年 3 月 450 ― 450

小 計 1,400 550 850

18 �千 葉 興 業 銀 行 12 年 9 月 600 ― 600

19 西日本シティ銀行 �福岡シティ銀行 14 年 1 月 700 350 350

20 �東 日 本 銀 行 13 年 3 月 200 ― 200

21 �岐 阜 銀 行 13 年 4 月 120 ― 120

22 	琉 球 銀 行 11 年 9 月 400 340 60

計 （B） 29,569 15,300 14,268

うち金融機能安定化法分
うち金融機能早期健全化法分

6,166
23,403

4,266
11,034

1,900
12,368

資本増強額

公的資金の返済額
公的資金の
残高買入消却等 残余財産の

分配

合 計 （A）＋（B） 104,209 88,590（C） 1,350（D） 14,268

うち金融機能安定化法分
うち金融機能早期健全化法分

18,156
86,053

16,256
72,334

―
1,350

1,900
12,368

（C）＋（D） 89,940

注
 公的資金の返済が終了した資本増強行の「金融機関名」は、完済時の名称である。

注� 「実施年月」において、平成 10年 3月に実施された資本増強措置は、金融機能安定化法に
基づくものであり、それ以外に実施された資本増強措置は、金融機能早期健全化法に基づく

ものである。

注� 「公的資金の返済額」は簿価ベースである。
注 あしぎん FGの金融機能早期健全化法分の優先株式 1050億円については、簿価である

1050億円の処理を残余財産の分配 1050億円として公的資金の返済額に含めている。
注� 中央三井トラスト・ホールディングスについては、平成 20年 7月に公的資金の一部（1629
億円）が返済されている。

注� 新生銀行（日本長期信用銀行）及びあおぞら銀行（日本債券信用銀行）の金融機能安定化法分

の優先株式は、特別公的管理の開始により預金保険機構が対価 0円で取得している。
注� ほくほくフィナンシャルグループについては、平成 20年 6月に公的資金の一部（250億
円）が返済されている。

注� 平成 15年 6月に、りそな銀行に対して実施された資本増強措置（資本増強額 1兆 9600億
円、返済額 27億円）は、預金保険法に基づくものであるため本表から除いている。
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金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置は 22金融機関

（20年 3月末現在。資本増強時 34金融機関）に対して実施されたが、このうち 12金

融機関については公的資金の返済が終了しており、公的資金未返済行は 10金融機関

となっている。なお、公的資金の返済方法としては優先株式の買入消却等によるもの

が大部分であるが、解散したあしぎん FG及び九州親和ホールディングス（以下「九州

親和 HD」という。）については、残余財産の分配による公的資金の返済が行われた。

そして、20年 3月末までに公的資金の返済が終了した資本増強行ごとに返済に伴

う損益の状況をみると、処分損が生じたのはあしぎん FG（処分損 1022億円）のみで

あった。

� あしぎん FGについて

足利銀行に対しては、金融機能安定化法に基づき 10年 3月に劣後債の引受けによ

る 300億円（16年 3月に返済）、金融機能早期健全化法に基づき 11年 9月及び同年 11

月に優先株式の引受けによる計 1050億円の資本増強措置がそれぞれ実施された。し

かし、同銀行は 15年 9月中間決算において債務超過となったために、同年 12月に預

金保険法に基づき特別危機管理銀行となった。これにより、同銀行の持株会社である

あしぎん FGは、その資産の大部分を失うことになり、上記の資本増強措置により整

理回収機構が保有していたあしぎん FGの優先株式
（注 3）

は、その大部分をき
�

損することに

なった。そして、17年 12月にあしぎん FGは解散して、優先株式 1050億円につい

ては 18年 2月に残余財産の分配 27億円を受けていて、その結果、処分損 1022億円

が生じた。

（注 3） 平成 15年 3月に足利銀行の持株会社であるあしぎん FGが設立されたことに伴い、

金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置により整理回収機構が取得した同銀行の優

先株式 1050億円は、あしぎん FGに株式移転されて、これにより整理回収機構はあし

ぎん FGの優先株式 1050億円を保有することになった。

イ 優先株式等の処分

� 国の優先株式等の処分方針

預金保険機構は、16年 7月に従前の優先株式等の処分方針を改定して、「資本増強

のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済等の

申出に対する当面の対応について」を公表した。ここでは、資本増強行からの公的資

金の返済の申出に対する優先株式等の処分の判断基準として、�経営の健全性を損な
わないこと、�国民負担を回避すること、�金融システムの安定性を損なわないこと
が掲げられている。

その後、金融庁は前記のとおり、17年 10月に「公的資金（優先株式等）の処分の考

え方について」を公表して、資本増強行の経営の健全性の維持や市場への悪影響の回

避を前提としつつ、「納税者の利益」の立場により重きを置いた公的資金（優先株式等）

の管理を行うこととした。この考え方を受けて、預金保険機構は、同月に「資本増強

のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」（以下「当面

の対応について」という。）を公表して、「納税者の利益」の立場により重きを置いた財

産管理上の観点から、上記の判断基準を踏襲しつつ優先株式等の処分を行うこととし

た。そして、同機構は、資本増強行からの公的資金の返済の申出が見込まれない場合
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でも、優先株式等の商品性や株価の状況等から見て、適正な価格による処分により確

実に利益が見込まれ
（注 4）

、かつ、その時点で処分を行うことが極めて有利な状況である場

合には、市場への影響や資本増強行の状況等を勘案した上で適当と判断され、特段の

問題がなければ、優先株式等の処分を行うこととした。

（注 4）「処分により確実に利益が見込まれる」とは、優先株式については、普通株式の株価が

取得請求価額の 150％程度以上でおおむね 30連続取引日推移している場合を指す。

� 預金保険機構による処分承認

優先株式等の処分は、原則として資本増強行からの公的資金の返済の申出を受けて

実施している。公的資金の返済の申出を受けた後、優先株式等を保有している整理回

収機構は、預金保険機構に対して優先株式等の処分を行うための承認申請を行うこと

となっている。そして、預金保険機構は、優先株式等の処分の妥当性について、「当

面の対応について」の判断基準に照らして特段の問題が認められない場合は、当該承

認申請に対して承認を行っている。

� 優先株式の処分方法

優先株式の処分を処分方法別にみると、資本増強行への売却等（資本増強行による

優先株式の買受け、普通株式に引き換えた上での市場を介しての買受けなど）が全体

の約 8割を占めていて、残りは第三者への売却及び普通株式に引き換えた上での市場

売却となっている。

� 公的資金未返済行に係る経営健全化の状況及び今後の公的資金の返済について

ア 公的資金未返済行に係る経営健全化の状況

� 地域銀行の状況

公的資金未返済行 10金融機関（表 3の�参照）のうち地域銀行である 6金融機関に

ついて、金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置が終了した 14年 3月期と 20年

3月期の自己資本比率及び不良債権比率の状況をみると、図 6のとおりとなってい

る。

（注） ほくほくフィナンシャルグループについては、北陸銀行

及び北海道銀行それぞれの計数を使用している。

図 6 自己資本比率及び不良債権比率の状況

上図のとおり、14年 3月期と比較して 20年 3月期における自己資本比率及び不良

債権比率はいずれも全体的に改善してきており、資本増強措置の実施以降、公的資金

の返済の前提となる経営の健全化が一定程度図られているものと推測される。
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また、20年 3月期の全地域銀行平均と比べると、不良債権比率は全地域銀行の平

均レベルまで低下しているものの、一部を除いて自己資本比率は低い状況となってい

る。

� その他の公的資金未返済行の状況

地域銀行を除く公的資金未返済行 4金融機関（りそなホールディングス（以下「りそ

な HD」という。）、中央三井トラスト・ホールディングス、新生銀行及びあおぞら銀

行）について、20年 3月期の自己資本比率及び不良債権比率をみると、自己資本比率

はいずれも経営の健全性の観点から求められている水準（国内基準行 4％以上）を上

回っており、不良債権比率は資本増強措置の実施時と比べていずれも低下している状

況となっている。

イ 今後の公的資金の返済

� 公的資金の返済原資となり得る剰余金の蓄積状況

公的資金未返済行 10金融機関（表 3の�参照）のうち、金融危機対応措置の実施に

より 1兆 9600億円の公的資金が投入されたりそな HD並びに新生銀行及びあおぞら

銀行を除く計 7金融機関について、20年 3月期における公的資金の残高に対する返

済原資となり得る剰余金の蓄積状況等についてみると、表 4のとおりとなっている。

表 4 公的資金の残高に対する返済原資となり得る剰余金の蓄積状況等 （単位：億円）

※表 3の合計
表の再掲

資本増強措置の実施額 公的資金の返済額 公 的 資 金 の 残 高

104,209 89,940 14,268

金 融 機 関 名
公的資金の残高

（平成 20年 3月末）
※表 3の�の再掲

経営健全化計画の
剰余金計画額
（20年 3月期）

剰余金実績額
（20年 3月期）

中央三井トラスト・ホール
ディングス

ほくほくフィナンシャルグ
ループ

千 葉 興 業 銀 行

西 日 本 シ テ ィ 銀 行

東 日 本 銀 行

岐 阜 銀 行

琉 球 銀 行

3,632

850

600
350
200
120
60

4,101

1,272

305
770
283
116
170

4,004

1,339

306
796
293
95

131

り そ な H D
新 生 銀 行

あ お ぞ ら 銀 行

3,802
2,500
2,152

計 14,268

注� 持株会社についてはグループ合算の金額である。

注� ほくほくフィナンシャルグループについては、経営健全化計画策定後の平成 19年
8月に公的資金の一部（350億円）が返済されている。

注� りそな HDは、本表のほか、預金保険法に基づく公的資金の残高 1兆 9572億円が
ある。

注� 新生銀行及びあおぞら銀行の公的資金の残高には、金融機能安定化法に基づく資本

増強額を含む。
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上表のとおり、 7金融機関のうち 5金融機関は、剰余金実績額が公的資金の残高を

上回っている状況となっているが、残りの 2金融機関は剰余金実績額が公的資金の残

高を下回っており、このうち 1金融機関は、剰余金実績額が経営健全化計画における

20年 3月期の剰余金計画額を下回っている。

� 公的資金未返済行の公的資金の返済

「当面の対応について」によれば、優先株式等の処分の際には国民負担を回避した上

で適正な価格で処分が行われることとなっている。そして、優先株式の処分価格は、

当該優先株式の商品性等の様々な評価要素を含めて決定されることになるが、仮に普

通株式引換えのための取得請求権（以下「取得請求権」という。）を行使して普通株式に

引き換えて市場において処分した場合には、取得請求価額に対する株価の割合が

100％を超えていれば、資本増強額を上回る返済額が見込まれることになる。そこ

で、整理回収機構が保有している前記の 7金融機関の優先株式ごとについて、19年

3月末及び 20年 3月末におけるそれぞれの取得請求価額に対する株価の割合につい

てみると、表 5のとおりとなっている。

表 5 7金融機関の優先株式に係る取得請求価額に対する株価の割合 （単位：％）

整理回収機構が保有して
いる優先株式 平成 19年 3月末 平成 20年 3月末

A
B
C
D
E
F
G
H
I

258.2
258.2
81.7
95.3
89.0
88.7

101.3
108.4
101.9

134.0
134.0
91.7
77.9
74.6
74.6
67.1
60.7
50.1

注� 合併により 7金融機関に係る優先株式は、計 9銘柄となっている。
注� 取得請求価額は、基本的には毎年 1回所定の時期の平均株価に修正される。整理回
収機構が保有している優先株式の中には所定の時期の平均株価が取得請求価額の下限

価額を下回っていたことから、取得請求価額が上記の平均株価に修正されなかったも

のもあるが、これらの優先株式については、今後、上記の平均株価が下限価額を上回

れば取得請求価額は上方修正されることになる。

上表のとおり、19年 3月末では優先株式 4銘柄、20年 3月末では優先株式 7銘柄

が 100％をそれぞれ下回っている状況となっている。

� 新生銀行及びあおぞら銀行について

a 特別公的管理銀行の株式売買契約に基づく措置等

日本長期信用銀行（12年 6月に新生銀行に行名変更）及び日本債券信用銀行（13年

1月にあおぞら銀行に行名変更）に対しては、金融機能安定化法に基づき優先株式

の引受けによる 1300億円及び 600億円の資本増強措置がそれぞれ実施された。そ

して、両銀行の特別公的管理の開始により預金保険機構は、当該優先株式をそれぞ

れ対価 0円で取得することになった。その後、特別公的管理の終了に伴う両銀行の

株式売買契約に基づいて、その一部が無償消却
（注 5）

されて、残りは引き続き預金保険機

構の金融再生勘定が保有している。また、新生銀行及びあおぞら銀行に対しては、
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金融機能早期健全化法に基づき優先株式の引受けによる 2400億円及び 2600億円の

資本増強措置がそれぞれ実施された。なお、新生銀行の両優先株式は、普通株式へ

の取得条項期日（19年 8月 1日及び 20年 4月 1日
（注 6）

）が到来したことなどからすべて

普通株式となっている。

特別公的管理の終了に伴う日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行それぞれの株

式売買契約においては、金融機能安定化法分の優先株式（以下「安定化法優先株式」

という。）及び金融機能早期健全化法分の優先株式（以下「早健法優先株式」という。）

の時価総額が、新生銀行については 5000億円、あおぞら銀行については 3550億円

を超えている場合には、両銀行の株式の主要な買主は預金保険機構にその売却を要

請できることとされていた。この株式売買契約の条項については、政府において、

特別公的管理銀行が保有していた株式の売却益のうち新生銀行及びあおぞら銀行の

自己資本に充当した金額（新生銀行 2500億円、あおぞら銀行 850億円）と早健法優

先株式による資本増強額（新生銀行 2400億円、あおぞら銀行 2600億円）とを合わせ

た金額におおむね相当する額を確保する趣旨で定められているが、今後、この条項

にのっとり、市場の状況及び両銀行の経営状況等を見ながら適切に対応する旨の説

明等がなされている
（注 7）

。

（注 5） 安定化法優先株式及び早健法優先株式が普通株式となった後も、新生銀行及びあお

ぞら銀行における預金保険機構及び整理回収機構の株式保有割合が 3分の 1未満にな

るように行われたもの

（注 6） 預金保険機構は、財産管理上の観点から、取得条項期日の前日の平成 20年 3月 31

日に取得請求権を行使して普通株式に引き換えた。

（注 7） 平成 12年 5月 15日参議院金融問題及び経済活性化に関する特別委員会、16年 2

月 24日衆議院予算委員会及び同年 3月 17日参議院予算委員会における、国が保有す

る優先株式に関する政府の答弁

b 売却額確保のための試算

20年 3月末における公的資金の残高 1兆 4268億円には、新生銀行の 2500億円

及びあおぞら銀行の 2152億円が含まれている。上記のとおり、安定化法優先株式

及び早健法優先株式の処分に当たっては、新生銀行については 5000億円（早健法優

先株式の一部を処分していることから確保目標額は 20年 3月末時点で 3493億

円）、あおぞら銀行については 3550億円（同 2223億円）の売却額を確保することに

なっている。両銀行における 20年 3月期の剰余金の蓄積状況をみると、新生銀行

については、剰余金実績額 3074億円は確保目標額 3493億円を下回っており、同銀

行の経営健全化計画における剰余金計画額 3110億円も下回っている。あおぞら銀

行については、剰余金実績額 3372億円は確保目標額 2223億円を上回っているもの

の、剰余金計画額 4045億円を下回っている。

そして、新生銀行の優先株式については、20年 3月末においてはすべて普通株

式に引き換えられている。上記の確保目標額 3493億円を確保するための普通株式

1株当たりの価額を計算すると 745円となるが、20年 3月末における新生銀行の

株価（終値）は 329円であった。また、あおぞら銀行については、20年 3月末に安

定化法優先株式及び早健法優先株式の取得請求権を行使してそれぞれ普通株式に引
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き換えた
（注 8）

と仮定して試算すると、上記の確保目標額 2223億円を確保するための普

通株式 1株当たりの価額は 478円となるが、20年 3月末におけるあおぞら銀行の

株価（終値）は 296円であった。

（注 8） 平成 20年 3月末においては、安定化法優先株式の取得比率（優先株式 1株につき取

得することになる普通株式数）は 5とされていて、早健法優先株式の取得請求価額は

450円とされていた。

� 預金保険機構及び整理回収機構による普通株主としての議決権の行使について

ア 優先株式の商品性について

整理回収機構が引き受けた優先株式は、一般的な優先株式と同様に議決権の制限を補

完するために剰余金の配当や残余財産の分配において普通株式よりも優先的に配当金や

分配金を受け取ることができることとなっている。このことについて、整理回収機構が

保有していた九州親和 HDの優先株式についてみると、九州親和 HDは、子会社であ

る親和銀行が自力による経営再建が困難になりふくおかフィナンシャルグループと経営

統合されたことから解散したが、当該優先株式に対する残余財産の分配により公的資金

300億円は全額返済された。

また、整理回収機構が引き受けた優先株式には、処分が終了した一部の優先株式を除

き優先株主の権利として普通株式引換えのための取得請求権が付与されており、優先株

式の引受け後所定の期間を経過すると取得条項期日までの間は、優先株主からの取得請

求権の行使により当該優先株式を普通株式に引き換えることが可能となっている。一

方、当該優先株式には普通株式引換えのための取得条項が設定されており、優先株主が

所定の取得条項期日までに上記の取得請求権を行使しなかった場合は、同期日をもって

資本増強行が当該優先株式を取得して、優先株主はこれに代えて普通株式を取得するこ

ととなっている。

イ 普通株主としての議決権の行使について

優先株式の普通株式引換えのための取得条項については、所定の取得条項期日までに

公的資金の返済が行われない場合は、優先株式が普通株式に引き換えられるが、一般に

優先株式の普通株式への引換えは、普通株式 1株当たりの純資産等が減少する株式の希

薄化が生じて、株価に影響を与える可能性があるなどと言われている。したがって、当

該条項は、資本増強行にとっては早期に公的資金を返済すべく経営努力をする動機付け

になっているものと考えられる。

しかし、預金保険機構及び整理回収機構が保有していた新生銀行の優先株式について

は、同銀行による公的資金の返済が取得条項期日までに行われなかったことから、その

すべてが普通株式に引き換えられた。

両機構は、保有していた優先株式が普通株式に引き換えられたことにより優先株式に

付与されていた剰余金の配当や残余財産の分配における優先性を喪失することになった

が、その一方で普通株主としての議決権を有することになった。

上記のように、公的資金の返済が終了する前に、保有している優先株式の取得条項期

日を迎えたことにより両機構が普通株主としての議決権を有することになった場合等に

おける議決権の行使について、預金保険機構は、公的資金の管理者として、適切に議決

権を行使することとしている。
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なお、整理回収機構が保有している優先株式及び普通株式について、議決権を行使す

ることになった場合は、当該権利の行使の内容について預金保険機構の承認が必要と

なっている。

� 資本増強措置が預金保険機構の財務に与えた影響について

ア 金融機能早期健全化勘定の状況

金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置には計 10兆 4209

億円の公的資金が投入されたが、20年 3月末までに計 8兆 9940億円が返済された。こ

のうち金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置については計 8兆 6053億円の公的

資金が投入されて、計 7兆 3684億円が返済された。金融機能早期健全化法に基づく資

本増強措置に関する経理を行っている金融機能早期健全化勘定の 10年度から 19年度ま

での間における財務内容の推移は表 6のとおりとなっている。

表 6 預金保険機構の金融機能早期健全化勘定の財務内容の推移 （単位：億円）

年 度 平成 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

流 動 資 産
（国 債 等） 32 63 132 27 14 4,138 2,292 3,879 21,508 16,062

貸 付 金
（対整理回
収機構）

74,624 80,374 81,244 83,084 83,084 76,864 64,405 45,574 13,884 12,553

有利子負債 74,625 80,402 81,046 82,239 82,041 79,331 65,239 46,000 28,000 14,000

利益剰余金
（�欠損金） �0 �1 243 883 1,081 1,699 1,471 3,455 7,386 14,611

（株式等の
残額） 74,592 80,342 81,213 83,053 83,053 75,783 64,037 44,543 13,738 11,826

（注） 株式等は、整理回収機構において保有しており、時価のある有価証券については時価

評価している。

金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置は、預金保険機構が整理回収機構に委託

して実施している。預金保険機構は、政府保証が付与された預金保険機構債を発行する

などして金融機関等から資金を調達して、優先株式等の引受け等のための資金を整理回

収機構に貸し付けている。

そして、優先株式等の処分等によって整理回収機構に利益が生じたときは、整理回収

機構は次年度に利益納付金として預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に利益納付し

て、反対に損失が生じたときは、同機構が同勘定から整理回収機構に対して次年度に損

失補てんをすることとされている。また、金融機能早期健全化法によれば、預金保険機

構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際に同勘定に残余があるときは当該残余の額を

国庫に納付することとされている。

10年度から 19年度までにおける金融機能早期健全化勘定の財務内容についてみる

と、優先株式等の処分等に伴い、損失補てん金（19年度末累計額 224億円）を大きく上

回る利益納付金（19年度末累計額 1兆 4696億円）が整理回収機構から納付されるなどし

たため、19年度末には 1兆 4611億円の利益剰余金が計上されている。また、同年度末

において国債等の流動資産の額は 1兆 6062億円となり有利子負債（預金保険機構債）
（注 9）

の

額 1兆 4000億円を初めて上回ることになった。
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（注 9） 平成 20年 3月末時点で、金融機能早期健全化勘定において発行している預金保険機構

債のうち、償還期限が最も遅いものは 24年 3月であり、その時点までの間の預金保険機

構債の支払利息は 284億円と見込まれている。

また、固定資産に計上されている貸付金 1兆 2553億円については、整理回収機構が

保有している優先株式等の処分に伴い整理回収機構から返済がなされた場合、金融機能

早期健全化勘定の流動資産が増加していくことになる。

なお、預金保険機構は、優先株式等の処分等については国民負担を回避する観点から

取得価格以上の適正な価格で処分を行うとしていることから、優先株式等の処分等に伴

い多額の損失が生ずる可能性は低いものと思料される。また、金融機能早期健全化法に

基づく資本増強措置は 14年 3月をもって終了しており、今後、金融機能早期健全化法

に基づく新たな優先株式等の引受け等は実施されることはない。

イ 金融再生勘定の状況

金融機能安定化法に基づき実施された資本増強措置については、計 1兆 8156億円の

公的資金が投入されて、計 1兆 6256億円が返済された。そして、前記のとおり、金融

機能安定化法に基づく資本増強措置については預金保険機構の金融再生勘定で経理され

ている。

そして、優先株式等の処分等によって整理回収機構に利益が生じたときは、整理回収

機構は次年度に利益納付金として預金保険機構の金融再生勘定に利益納付して、反対に

損失が生じたときは、同機構が同勘定から整理回収機構に対して次年度に損失補てんを

することとされている。

金融機能安定化法の優先株式等の返済に伴う処分損益についてみると、前掲の表 2の

とおり 19年度までに計 269億円の利益が生じている。しかし、金融機能安定化法に基

づき日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行に対して実施された資本増強措置により整

理回収機構が引き受けた優先株式（それぞれ 1300億円、600億円）については、預金保

険機構が両銀行の特別公的管理の開始により対価 0円で取得したことから、預金保険機

構は整理回収機構に対して上記の資本増強額と同額の損失補てん（他の収益額との相殺

前）を行っている。この結果、19年度までに累計で 1471億円の利益納付金（金融危機管

理勘定に納付された利益納付金を含む。）が整理回収機構から預金保険機構の金融再生勘

定に対して納付されたものの、これを上回る 1865億円の損失補てんを同機構は整理回

収機構に対して行っている。そして、特別公的管理の実施に当たっては、上記の損失補

てん以外にも多額の費用が発生したため、同勘定には 19年度において 3236億円の欠損

金が生じている。また、金融機能再生法においては、金融再生業務の終了に伴って廃止

されることとなる同勘定の欠損金の処理についての規定がない
（注10）

。

（注10） 平成 12年 4月 14日衆議院大蔵委員会及び同月 28日参議院金融問題及び経済活性化に

関する特別委員会において、大蔵政務次官（当時）は、金融再生勘定の廃止時において欠損

が生じている場合には適切な予算措置が講じられる旨の答弁を行っている。

4 本院の所見

� 金融機関の経営健全化の状況について

金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置が実施された主要行

及び資本増強地域銀行について、資本増強当時から 20年 3月期までの自己資本比率及び
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不良債権比率の推移をみると、いずれも一定の自己資本比率を維持しながら不良債権比率

を低下させている。また、資本増強行を含む全地域銀行の自己資本比率及び不良債権比率

についても同様の状況となっている。

このような状況を勘案すると、20年 3月期までの間においては、総じて金融機関の経

営の健全化が果たされてきているものと思料される。

� 公的資金の返済等の状況について

金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置に投入された公的資

金計 10兆 4209億円の返済状況をみると、19年度末現在では計 8兆 9940億円が返済され

ていて、返済が行われていない公的資金の残高は計 1兆 4268億円となっている。そし

て、返済された公的資金計 8兆 9940億円の内訳をみると、主要行については、メガバン

クを中心に計 8兆 0847億円（投入された公的資金の約 9割）の公的資金が返済されてい

て、主要行以外については、計 9093億円（投入された公的資金の約 6割）の公的資金が返

済された。

また、優先株式等の処分により、19年度末までに累計 1兆 2171億円の処分益が生じて

いる。

� 公的資金未返済行に係る経営健全化の状況及び今後の公的資金の返済について

公的資金未返済行 10金融機関のうちの地域銀行である 6金融機関について、金融機能

早期健全化法に基づく資本増強措置が終了した 14年 3月期と 20年 3月期の自己資本比率

及び不良債権比率の状況を比較してみると、いずれも全体的に改善してきている。

そして、公的資金の返済原資となり得る剰余金の蓄積状況をみると、りそな HD、新生

銀行及びあおぞら銀行を除いた公的資金未返済行 7金融機関のうち 5金融機関について

は、剰余金実績額が公的資金の残高を上回っている状況となっているが、剰余金実績額が

公的資金の残高を下回っている金融機関も見受けられる。

また、19年度末における返済が行われていない公的資金の残高計 1兆 4268億円には、

新生銀行の 2500億円及びあおぞら銀行の 2152億円が含まれているが、両銀行について

は、特別公的管理の終了に際して普通株式あるいは優先株式の売却額に確保目標額が設定

されており、新生銀行については 3493億円、あおぞら銀行については 2223億円の売却額

をそれぞれ確保する必要がある。また、両銀行における 20年 3月期の剰余金の蓄積状況

をみると、新生銀行については、剰余金実績額 3074億円は確保目標額 3493億円を下回っ

ており、経営健全化計画における剰余金計画額 3110億円も下回っている。一方、あおぞ

ら銀行については、剰余金実績額 3372億円は確保目標額 2223億円を上回っているもの

の、剰余金計画額 4045億円を下回っている。そして、両銀行の確保目標額を確保するた

めの普通株式 1株当たりの価額について試算すると、新生銀行については 745円、あおぞ

ら銀行については 478円となり、20年 3月末時点の株価（終値）はこれらの価額を下回っ

ている状況にある。

このような状況を踏まえると、預金保険機構は、資本増強行の経営の健全性の維持や市

場への悪影響の回避を前提としつつ、「納税者の利益」の立場により重きを置いた財産管理

上の観点から、取得価額以上での優先株式の処分が図られるよう、引き続き資本増強措置

に係る業務を適切に実施していく必要があると認められる。
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そして、金融庁においては、公的資金未返済行が経営健全化計画を着実に履行して早期

に経営の健全化が図られ、公的資金が完済されるよう、引き続き公的資金未返済行に対す

る監督を適切に実施する必要があると認められる。

� 預金保険機構及び整理回収機構による普通株主としての議決権の行使について

金融機能安定化法及び金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置により整理回収機構

が取得した優先株式は、一般的な優先株式と同様に議決権の制限を補完するために剰余金

の配当や残余財産の分配において普通株式よりも優先的に配当金や分配金を受け取ること

ができることとなっている。また、一部を除き取得条項期日までに公的資金の返済が行わ

れない場合には普通株式に引き換えられることとなっている。

そして、新生銀行については、取得条項期日までに公的資金全額の返済が行われず、整

理回収機構が保有する優先株式及び預金保険機構が保有することになった優先株式はすべ

て普通株式に引き換えられた。

この結果、両機構は、優先株式に付与されていた剰余金の配当や残余財産の分配におけ

る優先性を喪失することになったが、公的資金の管理者として、返済されるべき公的資金

がき
�

損することのないよう、普通株主としての議決権を適切に行使していく必要があると

認められる。

� 資本増強措置が預金保険機構の財務に与えた影響について

預金保険機構は、金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置に関する業務を金融機能

早期健全化勘定で経理している。金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置には、10

年度から 13年度までの間に計 8兆 6053億円の公的資金が投入されて、19年度末までに

計 7兆 3684億円が返済された。そして、公的資金の返済に伴い処分益が生じていること

から、金融機能早期健全化勘定の利益剰余金は増加しており、この結果、19年度末にお

いて流動資産の額は 1兆 6062億円となり有利子負債の額 1兆 4000億円を初めて上回るこ

とになった。また、資本増強行からの公的資金の返済が進ちょくすると、金融機能早期健

全化勘定の固定資産に計上されている整理回収機構への貸付金については、同機構から返

済されていくことになる。

なお、金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置は 14年 3月をもって終了してお

り、今後、金融機能早期健全化法に基づく新たな優先株式等の引受け等は実施されること

はないことなどから、金融機能早期健全化勘定において多額の資金需要が生ずる可能性は

高くないものと思料される。

金融庁及び預金保険機構は、金融機能早期健全化勘定で保有している資金について、今

後の状況に応じて適切に対処していくことが望まれる。

本院としては、今後の金融機関を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、返済が行われていない

公的資金の返済等の状況、預金保険機構の財務の状況等について今後も引き続き検査していく

こととする。
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第 2 租税特別措置（青色申告特別控除）等の適用状況等について

検 査 対 象 財務省、国税庁、65税務署、経済産業省、中小企業庁

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）歳入組入資金受入

（項）各税受入金

租税特別措置
（青色申告特別
控除）の概要

青色申告の一層の普及・奨励を図り、適正な記帳慣行を確立して、申

告納税制度の実をあげるとともに事業経営の健全化を推進することを

目的として、青色申告者の記帳の程度によって一定額を事業所得等の

金額から控除する特別措置

上記の租税特別
措置に係る減収
見込額
（財務省試算）

660億円（平成 19年度）

1 検査の背景

� 租税特別措置の概要

租税特別措置（以下「特別措置」という。）は、租税制度上、特定の個人や企業の税負担を

軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するた

めの特別な政策手段であるとされており、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外

措置として設けられているものであり、租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号。以下「措置

法」という。）等に規定されている。

税収の減少（以下「減収」という。）をもたらす特別措置には、税額控除や所得計算上の特

別控除等の手法を用いて税の軽減又は免除になるもの（以下「税の減免」という。）と特別償

却や準備金等の手法を用いて一時的にその課税を猶予して、課税の延期になるもの（以下

「課税の繰延べ」という。）とがある。

税の減免は、実質的には減免された税額相当額の補助金を交付したことと同様の結果に

なるものといわれている。また、課税の繰延べは、実質的には繰り延べられた税額相当額

を無利息で貸し付けたことと同様の結果になり、利子補給の効果があるといわれている。

特別措置の適用による平成 19年度における租税の減収見込額の総額は 7兆 5310億円

（財務省の「租税特別措置法の規定による特例に係る増減収見込額」による。）となってい

る。

� 特別措置の策定等

特別措置を行政上の政策に導入している省庁（以下「関係省庁」という。）は、毎年行われ

る税制改正の審議に当たり、各政策の目的に基づき、特別措置の新設、拡充及び延長を希

望する旨を記載した要望書を財務省に提出している。それらの内容については、財務省と

関係省庁との折衝、政府・与党税制調査会での議論を経て、税制改正要綱の閣議決定が行

われ、この要綱に沿った措置法等の改正案は、閣議決定を経た上で内閣から国会に提出さ

れて、国会で審議・議決されることになる。なお、これとは別に国会議員により改正案が

国会に提出される場合（議員立法）もある。

そして、措置法等に基づく国民（納税義務者）に対する課税は国税庁により執行される。
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� 関係省庁における政策の検証

関係省庁は、特別措置についてその拡充、延長等の改正の要望をする際に、財務省に対

して特別措置による減収見込額を提示することなどにより当該特別措置の効果等の検証を

行っている。また、14年 4月から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13年法

律第 86号。以下「政策評価法」という。）が施行されたことに伴い、行政機関の長は、政策評

価に関する基本計画や事後評価の実施に関する計画を定めて、これらに基づき事前評価や

事後評価を実施しており、特別措置についてもその効果等の検証を行っている。

� 過去の決算検査報告に掲記した特別措置及び 20年次検査で取り上げる特別措置

国民の税に関する関心は高く、少子・高齢化の急速な進展など経済社会の構造が大きく

変化している中で、持続的な経済社会の活性化の実現を図る取組としての税制改革に期待

が寄せられている。また、財政状況が悪化していることから、税制について種々の議論が

行われており、その中で特別措置についても議論がなされているところであり、特別措置

の目的や効果を検証して、公平、中立等という税制の基本理念に照らして見直すことが必

要とされている。

このことから、本院は、15年次から 19年次までの間に特別措置の適用状況等について

順次取り上げており、「措置法に規定されている特別措置の法人税関係のもの」、「社会保

険診療報酬の所得計算の特例（厚生労働省）」、「肉用牛売却所得の課税の特例及び農地等に

ついての相続税の納税猶予の特例（農林水産省）」、「小規模宅地等についての相続税の課税

価格の計算の特例（経済産業省）」及び「生命保険料控除等（金融庁）」について、検査の状況

を「特定検査対象に関する検査状況」として決算検査報告に掲記したところである。

20年次は、青色申告特別控除について、19年度における租税減収見込額が 660億円と

多額になっていることなどから、その適用状況及び関係省庁である経済産業省等における

検証状況を検査することとした。そして、青色申告特別控除が普及・奨励を図ろうとする

青色申告制度には、青色申告特別控除以外の各種特典があることから、これらの適用状況

について、また、青色申告制度は正確な記帳による正確な申告を奨励するために設けられ

たものであることから、青色申告特別控除の適用者の申告における必要経費の状況につい

ても検査することとした。

� 青色申告特別控除の概要

ア 青色申告制度

青色申告制度は、申告納税制度が適正に機能するよう正確な記帳による正確な申告を

奨励するために、昭和 25年に創設されたものである。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署

長にその年の 3月 15日までに青色申告に係る承認申請書を提出するなどして、税務署

長の承認を受けた場合には、確定申告書等を「青色の申告書」により提出することができ

ることとなっている（以下、この承認を受けた者を「青色申告者」といい、それ以外の者

を「白色申告者」という。）。そして、青色申告者は、一定水準の記帳を行うとともに帳簿

書類を保存することが義務付けられる一方、申告に際し税法上の特典を受けることがで

きることとなっている（所得税法（昭和 40年法律第 33号）第 148条等）。

イ 青色申告特別控除

青色申告特別控除は、青色申告の特典のうちの一つであり、青色申告の一層の普及・
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奨励を図り、適正な記帳慣行を確立して、申告納税制度の実をあげるとともに事業経営

の健全化を推進することを目的として、所得金額から一律 10万円の控除を行う青色申

告控除制度に代えて、平成 4年度税制改正において創設されたものである。

現在、青色申告者のうち、正規の簿記の原則に従い記録
（注 1）

している青色申告者には、65

万円を限度とする特別控除
（注 2）

が認められており、その他の青色申告者には、10万円を限

度とする特別控除が認められている（措置法第 25条の 2）。

（注 1） 正規の簿記の原則に従い記録 正規の簿記の原則は、少なくとも次のような要件を満

たすものでなければならないこととされている。�帳簿は、資産、負債、資本に影
響を及ぼす取引の全部について継続的に記録し、その記録に基づいて損益計算書、

貸借対照表が作成されるものであること、�帳簿の記録が整然として一つの体系を
りよう

なしており、帳簿間の記録の連絡が明瞭であり、記録の試算、照合が可能であるこ

と、�帳簿の記録が、証ひょう書類又は伝票その他の原始記録によってなされ、記
録の真実性が実証されること

（注 2） 65万円を限度とする特別控除 不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行う者のみ

が適用を受けることができる。また、不動産所得のみを有する場合で、65万円を限

度とする特別控除の適用を受けるには、不動産の貸付けが事業的規模で行われてい

ることが必要とされている。

ウ 青色申告特別控除額の推移及び記帳義務

青色申告特別控除額の推移と青色申告者及び白色申告者の記帳義務の内容は、表 1の

とおりである。

表 1 青色申告特別控除額の推移と青色申告者及び白色申告者の記帳義務の内容

申告者の
区分

青 色 申 告 者 白 色 申 告 者

正規の簿記
の原則に従
い記録
�

簡易な簿記
の方法によ
り記録
�

現金主義によ
り記録

�

記帳義務あり
（簡易な方法
により記録）

�

記帳義務なし
（記録保存義
務あり）

	

記帳義務なし
（記録保存義
務なし）




不動産所得又は事業所得
を生ずべき業務を行う者
（不動産所得については
事業的規模）

不動産所得又
は事業所得を
生ずべき業務
を行う小規模
事業者（前々
年分の所得が
300万円以下
の者）

不動産所得、
事業所得又は
山林所得を生
ずべき業務を
行う者のうち
前々年分又は
前年分の所得
が 300万円を
超える者

不動産所得、
事業所得又は
山林所得を生
ずべき業務を
行う者のうち
前々年分又は
前年分の確定
申告書等を提
出した者

左記以外の者
（白色申告者
で�及び	以
外の者）

青色申告特別控除適用あり
（青色申告特別控除額の推移）

青色申告特別控除適用なし

平成 5年～ 35万円 35万円 10万円

10年～ 45万円 45万円 10万円

12年～ 55万円 45万円 10万円

17年～ 65万円 10万円

（注） �欄の「簡易な簿記の方法により記録」とは、財務大臣が定める簡易簿記の方法により取引の記録
をすることである。�欄の「簡易な方法により記録」とは、その年の取引のうち総収入金額及び必要
経費に関する事項を財務大臣が定める簡易な記録の方法で記録することであり、簡易な簿記の方法

よりも更に簡易なものである。山林所得を生ずべき業務を行う青色申告者は、正規の簿記の原則に

従い記録するか、簡易な簿記の方法により記録しなければならない。そして、青色申告特別控除額

は 10万円となっている。
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申告納税制度は、納税者が年間所得を自らの責任において計算することが前提とされ

ており、それは同時に、そのために必要な記帳等を要求していることでもあるが、当初

は、記帳義務制度を導入するのではなく、正確な記帳の誘引策としての青色申告制度を

導入するにとどまっていた。

そして、昭和 59年度税制改正において、申告納税の基本に立った申告水準の向上等

を図り、税負担の公平確保に資するための納税環境の整備の一環として、記帳義務のな

かった白色申告者のうちの事業所得等が 300万円を超える者（表 1の�）に対して、簡易
な方法による記帳義務が課された。この記帳義務により、記帳をせざるを得ないのであ

れば、特典のある青色申告を選択した方が有利であるとして、おのずとより高度な記帳

に移行していくことが期待されている。

エ 国税庁統計資料による青色申告割合

国税庁の統計資料によると、全国規模での営業等所得者
（注 3）
（申告納税額を有する者）の青

色申告割合（青色申告者及び白色申告者の合計数に対する青色申告者数の割合）の推移

は、表 2のとおりである。

表 2 営業等所得者（申告納税額を有する者）の青色申告割合の推移

区 分
青色申告者及
び白色申告者
の合計数 �

�のうち
青色申告
者数 �

青色申告
割合
（�／�）

青色申告承認者数
翌年 3月15日現在

千人 千人 ％ 千人
昭和 25年分

40
50

平成元年分

5
10
15
16
17
18

2,000
1,349
2,055
3,094
2,972
1,649
1,780
1,813
1,826
1,765

82
449

1,093
1,625
1,481

909
977
996

1,003
974

4
33
53
53
50
55
55
55
55
55

94
759

2,168
3,098
3,053
3,069
3,189
3,239
3,234
3,262

青色申告特別控除が導入された平成 5年に 50％であった青色申告割合は、おおむね

横ばいに推移して 18年は 55％となっている。

（注 3） 営業等所得者 事業所得者（事業所得だけを有する者及び事業所得の金額が他の所得

金額より大きい者をいう。）のうち、営業等から生ずる所得が事業所得のうちで最も

大きい者をいう。

オ 適正な記帳慣行確立等のための施策

国税庁は、青色申告制度が創設されて以来、青色申告の普及と育成に努めてきたが、

国税庁の担当者のみでの青色申告者等の指導には限界があることから、昭和 38年に全

国青色申告会総連合と日本税理士会連合会と 3者共同してこの指導の円滑な実施を図る

こととした。また、国税庁が、以前から小規模事業者を対象に経営や技術改善の指導を

独自に行ってきた商工会議所と商工会の協力を得るために、同年に中小企業庁に対して

協力を要請したところ、39年以降商工会議所と商工会が主として青色申告新規申請者

を対象として継続記帳指導を実施することとなった。現在においても、国税庁は、記帳

指導を希望する者を対象に記帳指導を行うとともに、各種説明会等で青色申告の説明と
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勧奨を行い、青色申告制度の普及に努めており、また、正確な記帳に基づく正確な申告

が行えるよう情報提供を行っている。平成 19年度においては、税務署及び税務署が委

託した税理士等が記帳指導をした人数は 3.8万人となっている。

そして、中小企業庁は、国税庁の要請以後、小規模事業者の経営の改善・発達を支援

する事業として、小規模企業の経営基盤の充実を図るために、全国の商工会議所、商工

会等の記帳指導員等を通じて記帳指導等を実施してきた。17年度までは中小企業庁が

都道府県とともに商工会議所、商工会等に対して補助を行っていて、その金額は 17年

度では、人件費補助 567,747,302円、指導事業費補助 360,297,598円となっている。その

後、都道府県に税源移譲も含めた事業移行を行ったことから、現在は都道府県が補助を

行っている。中小企業庁は、全国の商工会議所、商工会等の上部組織である日本商工会

議所及び全国商工会連合会に対して引き続き補助を行っていて、19年度において人件

費補助としてそれぞれ 35,375,000円、122,443,000円を支出している。

カ 青色申告特別控除等に係る議論

政府税制調査会は、「わが国税制の現状と課題」（平成 12年 7月）において、青色申告特

別控除は、 4年度税制改正において、それまでのみなし法人課税制度及び青色申告控除

制度の廃止と併せて創設されたものであり、今後、この特別措置の政策効果の状況を注

視していく必要があるとしている。そして、個人事業者は、交際費について、法人の場

合と異なり、事業との関連があれば、上限なく必要経費への算入が認められているが、

事業との関連性は個人事業者の個別判断にゆだねられて客観性が少ないとの指摘がある

としている。また、青色事業専従者給与等の制度により特に青色申告者の事業所得につ

いては、専従者給与の支払による配偶者などへの所得分与が可能となっている面がある

との指摘があり、この点については、就労の実態などに照らして、過大な給与の支払な

どがある場合には、制度の厳正な運用により対処することが適当であると考えるとして

いる。

「あるべき税制の構築に向けた基本方針」（平成 14年 6月）において、給与所得控除に係

る議論の中で、一般の被用者の間では、事業経営者は法人形態を利用して税負担の軽減
そく

を図り得る、その所得捕捉が十分に行われていないのではないか、といった不公平感が

根強いとしている。

また、「個人所得課税に関する論点整理」（平成 17年 6月）において、戦後、シャウプ勧

告に従い、記帳慣行が未成熟という状況の下で申告納税制度の定着を図るために青色申

告制度が導入され、その後、同制度の下で記帳水準は着実に向上してきた。また、適

正・公平な課税の実現に向け、税務調査をはじめとする課税当局の努力が今日まで継続

されている。しかし、事業所得に係る必要経費についてみれば、その範囲が必ずしも明

確ではなく、本来、必要経費に算入できない家事関連費について混入を防止する制度的

担保が存在しない。そうした中、一般の給与所得者にとって、日常生活において目にす

る個人事業者の行動に納得し難い思いを抱くこともあり、税負担の不公平感が醸成され

ているとしている。
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2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点及び着眼点

青色申告特別控除は、青色申告の一層の普及・奨励を図り、適正な記帳慣行を確立し

て、申告納税制度の実をあげるとともに事業経営の健全化を推進するために創設された特

別措置であり、青色申告制度は、申告納税制度が適正に機能するよう正確な記帳による正

確な申告を奨励するために創設された制度である。

申告書等による検査では、事業の実態を反映させた正確な記帳による正確な申告を行っ

ているのかを十分には把握できない面もあるが、青色申告特別控除等の目的、必要経費に

算入できない家事関連費等に係る議論等を踏まえて、合規性、有効性等の観点から、�青
色申告特別控除の適用状況（青色申告割合等）はどのようになっているか、�青色申告の他
の特典の適用状況はどのようになっているか、�青色申告者（青色申告特別控除の適用者）
の必要経費のうち、青色事業専従者給与や必要経費に算入できない家事費・家事関連費の

混入が懸念される接待交際費と減価償却費（事業用車両分）の状況等はどのようになってい

るか、�青色申告特別控除の検証は適切に行われているかに着眼して検査した。
� 検査の対象及び方法

本院は、財務省、国税庁、65税務署
（注 4）

、経済産業省及び中小企業庁において会計実地検

査を行った。上記の税務署においては、次のように申告書の抽出を行い、その内容を分析

するなどして検査した。

ア 青色申告特別控除の適用の対象となっている者は、事業所得、不動産所得又は山林所

得を生ずべき業務を行う者である。このうち、抽出の対象を申告者数が多い営業等所得

者及び不動産所得者
（注 5）

とした。

イ 事業規模が大きく所得金額が高額な者ほど、より正確な記帳による正確な申告の実現

が期待されており、また、高額な接待交際費等を計上することが多いと推測されること

から、抽出の対象を高額所得者とした。そして、納税者の自主的な申告の状況を把握す

るために、確定申告書
（注 6）

を抽出することとした。

ウ 18年分の確定申告書の総所得金額等
（注 7）

が高い者から順に 1税務署当たり 20人程度の営

業等所得者（以下「高額営業等所得者」という。）の確定申告書（白色申告書を含む。）計

1,298件、同様に 1税務署当たり 20人程度の不動産所得者（以下「高額不動産所得者」と

いう。）の確定申告書（白色申告書を含む。）計 1,292件を抽出した。

エ 高額営業等所得者と対比するために、平均的所得金額の営業等所得者（以下「中堅営業

等所得者」という。）の確定申告書を抽出することとして、総所得金額等の平均
（注 8）

が約 538

万円であったことから、18年分の確定申告書の総所得金額等が 500万円の者から高い

方へ順に 1税務署当たり 10人程度の営業等所得者の確定申告書（白色申告書を含む。）計

642件を抽出した。

（注 4） 65税務署 札幌中、石巻、郡山、白河、相馬、竜ヶ崎、足利、大宮、行田、所沢、東

松山、春日部、高田、佐渡、佐久、千葉東、柏、麹町、神田、日本橋、京橋、芝、

麻布、四谷、東京上野、浅草、目黒、大森、渋谷、杉並、荻窪、王子、荒川、足

立、江戸川北、武蔵野、戸塚、緑、川崎北、小田原、甲府、松任、岐阜北、岐阜

南、大垣、富士、名古屋中、近江八幡、上京、東淀川、北、東、東大阪、兵庫、須

磨、和歌山、広島東、高松、今治、香椎、福岡、久留米、佐賀、宮崎、鹿児島各税

務署
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（注 5） 不動産所得者 不動産所得が他の所得より大きい者をいう。

（注 6） 確定申告書 税務署は高額所得者を優先的に実地調査の対象としており、また、接待

交際費等については重点的に調査・指導を行っていることから、分析の対象となっ

た納税者の自主的な申告である確定申告書の内容は、税務署の実地調査により是正

されることがある。

（注 7） 総所得金額等 総所得金額（配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得等

の金額の合計額）、山林所得金額、退職所得金額等の合計額

（注 8） 総所得金額等の平均 国税庁統計資料によると、平成 18年分の申告納税者は 823万

人、その総所得金額等の合計額は 44兆 3205億円であり、 1人当たり平均値は約

538万円となっている。

3 検査の状況

� 青色申告特別控除の適用状況

ア 営業等所得者（申告納税額を有する者）全体の青色申告割合の状況

65税務署における営業等所得者（申告納税額を有する者）は 290,741人であり、その青

色申告割合は表 3のとおりである。

表 3 営業等所得者（申告納税額を有する者）の所得水準別青色申告割合 （単位：人）

総所得金
額等

区分

100万円
未満

100万円以上
300万円未満

300万円以上
500万円未満

500 万円以上
1000万円未満

1000万円以上
3000万円未満

3000万円
以上 計

営業等所得者
（申告納税額
を有する者）

36,284 144,737 62,230 29,250 13,691 4,549 290,741

そのうち
青色申告者 14,392 76,153 38,363 21,676 11,749 4,154 166,487

青色申告割合
（％） 39.6 52.6 61.6 74.1 85.8 91.3 57.2

総所得金額等 300万円未満の者は 181,021人おり、このうち青色申告者は 90,545人で

その割合は 50.0％である。一方、総所得金額等 1000万円以上の者は 18,240人おり、こ

のうち青色申告者は 15,903人でその割合は 87.1％であり、総所得金額等が高額なほど

青色申告割合は高い状況となっている。そして、全体の青色申告割合は 57.2％であ

る。なお、国税庁が公表している営業等所得者（申告納税額を有する者）の青色申告割合

は 55％となっており、65税務署の青色申告割合の 57.2％はこの全国平均と同程度であ

る。

イ 青色申告特別控除の適用状況（青色申告割合等）

65税務署において抽出した高額営業等所得者 1,298人、高額不動産所得者 1,292人及

び中堅営業等所得者 642人における青色申告特別控除の適用状況は、表 4のとおりであ

る。
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表 4 青色申告特別控除の適用状況（青色申告割合等） （単位：人）

区 分
白色申告者数

�

青色申告者数

�

計

�＋�
（10万円
控除適用）

（65万円
控除適用）

高額営業等所得者 86
（6.6％）

1,212
（93.4％）

123
（9.4％）

1,089
（83.8％）

1,298
（100.0％）

高額不動産所得者 238
（18.4％）

1,054
（81.6％）

526
（40.7％）

528
（40.8％）

1,292
（100.0％）

中堅営業等所得者 200
（31.1％）

442
（68.9％）

189
（29.4％）

253
（39.4％）

642
（100.0％）

（注） 高額営業等所得者 1,298人を所得水準別にみると、総所得金額等が 5000万円以上 1億円未満の
者 649人、 1億円以上の者 360人などとなっている。また、高額不動産所得者 1,292人は、5000万
円以上 1億円未満の者 426人、 1億円以上の者 219人などとなっている。

高額営業等所得者 1,298人のうち、青色申告者（青色申告特別控除の適用者）は 1,212

人で青色申告割合は 93.4％と高く、この 1,212人のうち正規の簿記による記帳が要件と

されている 65万円控除の適用者は 1,089人で全体の 83.8％である。一方、白色申告者

も 86人おり、6.6％を占めている。この 86人の中には、総所得金額 1億円以上の者も

30人おり、また、収支内訳書に内訳を一切記載せずに売上金額及び経費の総額のみを

記載している者も見受けられる。高額営業等所得者における白色申告者の事例を示す

と、次のとおりである。

＜事例 1＞

事業者 Aは、平成 18年分の所得税の確定申告書において、事業収入 1億 4733万

余円から経費等 6547万余円を控除して事業所得 8185万余円を算出している。同人は

白色申告者（税理士関与）であり、上記の経費等の主なものは、売上原価 3551万余

円、給料賃金 1466万余円、外注工賃 307万余円となっており、配偶者 Bを対象者と

して事業専従者控除（白色事業専従者に対する最大 86万円を上限とする控除）86万円

を適用している。

高額不動産所得者 1,292人のうち、青色申告者（青色申告特別控除の適用者）は 1,054

人で青色申告割合は 81.6％と高いが、この 1,054人のうち正規の簿記による記帳が要件

とされている 65万円控除の適用者は 528人で全体の 40.8％であり高額営業等所得者の

83.8％と比べると低い。一方、白色申告者も 238人おり、18.4％を占めている。この

238人の中には、総所得金額 1億円以上の者も 23人おり、また、税理士が関与してい

る者も 188人いる。

中堅営業等所得者 642人のうち、青色申告者（青色申告特別控除の適用者）は 442人で

青色申告割合は 68.9％であり高額営業等所得者の 93.4％と比べると低い。そして、こ

の 442人のうち、正規の簿記による記帳が要件とされている 65万円控除の適用者は

253人で全体の 39.4％であり、高額営業等所得者の 83.8％と比べると低い。

このように、中堅営業等所得者より高額営業等所得者の方が青色申告割合は高く、65

万円控除の適用者の比率も高いが、高額営業等所得者においても、また、高額不動産所

得者においても一定数の白色申告者がいる。そして、高額営業等所得者より高額不動産

所得者の方が白色申告者が多い。
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� 青色申告の他の特典の適用状況

ア 青色申告の他の特典の適用状況

65税務署において抽出した青色申告である高額営業等所得者 1,212人、高額不動産所

得者 1,054人及び中堅営業等所得者 442人における青色申告特別控除以外の青色申告の

特典の適用状況は、表 5のとおりである。

表 5 青色申告の特典の適用状況（青色申告特別控除を除く。） （単位：人）

種別

区分

青色事業専従
者給与 貸倒引当金 少額減価償却

資産 そ の 他 うち
税額控除

高額営業等所得者
（計 1,212人）

783
（64.6％）

593
（48.9％）

475
（39.1％）

93
（7.6％）

39
（3.2％）

高額不動産所得者
（計 1,054人）

143
（13.5％）

0
（0.0％）

71
（6.7％）

8
（0.7％）

0
（0.0％）

中堅営業等所得者
（計 442人）

233
（52.7％）

66
（14.9％）

27
（6.1％）

2
（0.4％）

0
（0.0％）

計
（計 2,708人） 1,159 659 573 103 39

（注） 複数の特典を適用している者もいる。

青色申告特別控除以外の青色申告の特典の中で適用率が最も高い特典は青色事業専従

者給与の必要経費算入であり、高額営業等所得者 1,212人のうち 783人で 64.6％、高額

不動産所得者 1,054人のうち 143人で 13.5％、中堅営業等所得者 442人のうち 233人で

52.7％である。これは、個人事業者が生計を一にする親族に給与を支払ってもその支払

額を必要経費に算入することは原則としてできないが、青色申告者が生計を一にする親

族で専らその事業に従事する青色事業専従者に対して、青色事業専従者給与に関する届

出書に記載されている金額の範囲内で給与を支払った場合には、労務の対価として相当

と認められる額を必要経費に算入することが認められるという特典である。

その次に適用率が高い特典は、売掛金等の貸倒れによる損失の見込額の一括評価によ

る貸倒引当金の設定であり、高額営業等所得者 1,212人のうち 593人で 48.9％、そし

て、取得価額を即時償却できる中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算

入の特例であり、高額営業等所得者 1,212人のうち 475人で 39.1％である。

上記以外のその他の特典は、高額営業等所得者 1,212人のうち 93人で 7.6％である。

この中には中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除や情報通信機器等

を取得した場合等の所得税額の特別控除などの税額控除がある。

イ 青色申告の特典に係る減税相当額の状況等

青色申告特別控除を含む青色申告の特典に係る減税相当額の状況を示した統計資料は

ないことから、青色申告の特典に係る減税相当額の試算を行うこととした。65税務署

において抽出した青色申告である高額営業等所得者 1,212人のうち、青色申告特別控除

のほかに、課税の繰延べではなく税の減免である、青色事業専従者給与の必要経費算入

と税額控除の両方を適用している者は 21人（1.7％）であり、その減税相当額は表 6のと

おりである。
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表 6 青色申告の特典に係る減税相当額別人数 （単位：人）

減税相当額

特典等

25万円
未満

25万円
以上
100万円
未満

100万円
以上
300万円
未満

300万円
以上
600万円
未満

600万円
以上 計 平 均 額

青色申告特別控除 21 0 0 0 0 21 240,500円

青色事業専従者給与 0 0 16 4 1 21 2,511,718円

税額控除 14 6 1 0 0 21 243,550円

減税相当額の合計 0 0 15 5 1 21 2,995,769円

（注） 一括評価による貸倒引当金の設定及び中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算

入の特例については、課税の繰延べであることから、試算の対象外としている。

21人の減税相当額の合計の平均額は 2,995,769円であり、最も高い者は 6,428,200円

であり、中には、申告所得税額に対する割合が 44.3％となっている者も見受けられ

る。青色申告の特典別に減税相当額をみると、青色申告特別控除については、すべての

者が上限の 240,500円（青色申告特別控除額 650,000円×税率 37％）であり、青色事業専

従者給与の必要経費算入については、平均額は 2,511,718円であり、最も高い者は

6,110,000円である。このように、青色申告特別控除より青色事業専従者給与の必要経

費算入の方が減税相当額は高い。

青色申告の特典に係る減税相当額の試算の事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 2＞

事業者 Cは、平成 18年分の所得税の確定申告書において、事業収入 1億 2044万

余円から経費等 6094万余円を控除して事業所得 5949万余円を算出して、総所得金額

を 6107万余円、税額を 1855万余円としている。上記の経費等の内訳についてみる

と、青色申告特別控除 65万円、青色事業専従者給与 800万円が含まれており、ま

た、中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除 28万余円を適用して

いる。そして、これらの青色申告の特典に係る減税相当額は、青色申告特別控除 24

万余円、青色事業専従者給与の必要経費算入 225万余円、上記所得税額の特別控除

28万余円、計 277万余円となっている。

� 青色申告者（青色申告特別控除の適用者）の必要経費の状況等

ア 青色申告者（青色申告特別控除の適用者）の必要経費の状況

所得税法第 45条第 1項によると、個人の消費生活上の費用である家事費については

必要経費に算入できず、また、家事関連費については、同法施行令第 96条で規定する

次に掲げるものは必要経費に算入できるが、それ以外のものは算入できないこととなっ

ている。

� その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに

区分することができる場合のその部分に相当する経費

� �のほか、青色申告者の家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて業務の遂行上

直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

青色申告制度は、申告納税制度が適正に機能するよう正確な記帳による正確な申告を
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奨励するために創設されたものであり、正確な記帳とは、形式だけでなく事業の実態を

反映させた質的にも正確なものであり、これによる正確な申告を青色申告者は行うこと

となっている。

青色申告者である高額営業等所得者 1,212人及び高額不動産所得者 1,054人の必要経

費についてみると、計上されることが多い経費項目は、給料賃金（青色事業専従者以外

の使用人に支払った給料及び賃金）、青色事業専従者給与、接待交際費、減価償却費、

地代家賃、管理委託費等である。

これらのうち、就労の実態を反映させていない可能性がある青色事業専従者給与、必

要経費に算入できない家事費・家事関連費の混入が懸念される接待交際費と減価償却費

（事業用車両分）を分析することとした。

� 青色事業専従者給与

a 青色事業専従者給与の状況

高額営業等所得者 1,212人及び高額不動産所得者 1,054人のうち、青色事業専従

者給与を計上している者は 783人（64.6％）及び 143人（13.5％）であり、青色事業専

従者は 885人及び 154人である。これらのうち、12か月間従事している青色事業

専従者は 840人及び 148人であり、その給与の状況は、表 7のとおりである。

表 7 青色事業専従者の給与水準別人数 （単位：人）

青色事業
専従者
給与

青色申告
者の区分

300万円
未満

300万円
以上
600万円
未満

600万円
以上
900万円
未満

900万円
以上
1200万円
未満

1200万円
以上
1500万円
未満

1500万円
以上 計 平均額

高額営業等所得者 74 278 258 110 39 81 840 8,206,769円

高額不動産所得者 60 69 16 3 0 0 148 3,557,197円

計 134 347 274 113 39 81 988 7,510,274円

高額営業等所得者における青色事業専従者 840人の給与平均額は 8,206,769円で

あり、高額不動産所得者における青色事業専従者 148人の給与平均額は 3,557,197

円である。そして青色事業専従者給与 1200万円以上の者は高額営業等所得者にお

ける青色事業専従者で 120人おり、14.2％を占めている。

高額営業等所得者の方が高額不動産所得者より青色事業専従者が多く、高額な給

与が支払われている。

b 青色事業専従者給与の届出業務別状況

高額営業等所得者における青色事業専従者 840人を届出業務別・給与水準別にみ

ると、表 8のとおりである。
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表 8 高額営業等所得者における青色事業専従者の届出業務別・給与水準別人数 （単位：人）

青色事業
専従者
給与

専従者の
届出業務

300万円
未満

300万円
以上
600万円
未満

600万円
以上
900万円
未満

900万円
以上
1200万円
未満

1200万円
以上
1500万円
未満

1500万円
以上 計 平 均 額

医師 0 4 2 6 8 50 70 22,395,813円

看護師及び薬剤師 2 30 42 19 9 11 113 8,591,829円

公認会計士及び税
理士 0 2 1 0 0 1 4 10,282,635円

総務、経理及び事
務 72 242 213 85 22 19 653 6,606,389円

計 74 278 258 110 39 81 840 8,206,769円

青色事業専従者 840人のうち、医師は 70人で 8.3％であり、その給与平均額は

22,395,813円、看護師及び薬剤師は 113人で 13.4％であり、その給与平均額は

8,591,829円、総務、経理及び事務の者は 653人で 77.7％であり、その給与平均額

は 6,606,389円である。

青色事業専従者給与 1200万円以上の者は前記のとおり 120人おり、これを届出

業務別にみると、給与水準がもともと高い医師 58人等の資格保有者は 79人で

65.8％を占めている一方、総務、経理及び事務の者も 41人で 34.1％を占めてい

る。

届出業務が総務、経理及び事務の者に対して 1500万円以上の青色事業専従者給

与が支払われている事例は、次のとおりである。

＜事例 3＞

事業者 Dは、平成 18年分の所得税の確定申告書において、事業収入 1億 5498

万余円から経費等 1億 0984万余円を控除して事業所得 4514万余円を算出してい

る。上記の経費等の内訳についてみると、配偶者 E（届出業務は一般事務会計、

届出給与は 1700万円）への青色事業専従者給与 1700万円を必要経費に算入して

いる。

� 接待交際費

高額営業等所得者 1,212人及び高額不動産所得者 1,054人における接待交際費の計

上の状況は、表 9のとおりである。

表 9 接待交際費の金額別人数 （単位：人）

接待交際費

青色申告
者の区分

100万円
未満
（うち計
上なし）

100万円
以上
400万円
未満

400万円
以上
800万円
未満

800万円
以上
1200万円
未満

1200万円
以上 計

高額営業等
所得者

464
（24）

517 146 47 38 1,212

高額不動産
所得者

1,026
（868）

25 2 0 1 1,054

計 1,490
（892）

542 148 47 39 2,266

注� 決算書に接待交際費の勘定科目がない者等を計上していない者としている。

注� 他の所得における接待交際費は含めていない。
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高額営業等所得者 1,212人についてみると、接待交際費 400万円以上の者は 231人

で 19.0％であり、このうち、1200万円以上の者も 38人（3.1％）おり、最も高額な者

は 107,789,221円である。一方、100万円未満の者は 464人で 38.2％であり、計上し

ていない者も 24人いる。

また、接待交際費の対売上比率の状況をみると、 5％以上の者は 56人（最高は

18.8％）、 3％以上 5％未満の者は 77人、 1％以上 3％未満の者は 379人、 1％未満

の者は 700人であり、1,212人に対するそれぞれの人数の割合は 4.6％、6.3％、

31.2％、57.7％である。

高額不動産所得者 1,054人についてみると、接待交際費を計上している者は 186人

で 17.6％であり、400万円以上の者は 3人である。この中には、接待交際費として

48,062,609円（対売上比率 14.9％）を計上している者がいる。一方、計上していない者

は 868人で 82.3％である。

また、接待交際費の対売上比率の状況をみると、 5％以上の者は 1人、 3％以上

5％未満の者は 3人、 1％以上 3％未満の者は 34人、 1％未満の者は 1,016人であ

り、1,054人に対するそれぞれの人数の割合は 0.1％、0.3％、3.2％、96.3％である。

このように、接待交際費を計上していない者から高額な接待交際費を計上している

者までおり、接待交際費の計上については、納税者により大きな差異がある。

個人事業者の接待交際費については、必要経費に算入できる金額に上限は設けられ

ていないが、業務の遂行上必要と認められるものに限られている。

1200万円以上の接待交際費（対売上比率 4.6％）を計上している事例は次のとおりで

ある。

＜事例 4＞

事業者 Fは、平成 18年分の所得税の確定申告書において、事業収入 2億 6650

万余円（その 99.9％が社会保険診療報酬）から経費等 2億 1600万余円を控除して事

業所得 5049万余円を算出している。上記の経費等の内訳についてみると、接待交

際費 1251万余円（対売上比率 4.6％）を必要経費に算入している。

� 減価償却費（事業用車両分）

青色申告者が車両を事業と家事の両方で使用する場合、所得税法施行令第 96条で

規定する業務の遂行上必要であることが明らかにされる部分に相当する金額に限って

当該車両の減価償却費を必要経費に算入できることとなっている。高額営業等所得者

及び高額不動産所得者 2,266人のうち、事業用車両を保有している者は 1,082人（高額

営業等所得者 930人、高額不動産所得者 152人）で 47.7％である。この 1,082人のう

ち、減価償却明細書により保有台数、取得価額等を確認できるのは 1,040人であり、

その保有車両 1,893台について、取得価額別・事業割合
（注 9）

別にみると、表 10のとおり

である。

（注 9） 事業割合 家事で使用した部分と事業で使用した部分の合計のうちの事業で使用した

部分の割合
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表 10 事業用車両の取得価額別・事業割合別台数 （単位：台）

取得価額

事業割合

200万円
未満

200万円
以上
400万円
未満

400万円
以上
600万円
未満

600万円
以上
800万円
未満

800万円
以上 計

50％未満 17 24 22 11 8 82

50％以上
80％未満 68 121 78 50 64 381

80％以上
90％未満 32 76 51 34 49 242

90％以上
100％未満 19 35 28 25 34 141

100％ 384 282 148 97 107 1,018

不明 7 12 4 3 3 29

計 527 550 331 220 265 1,893

この 1,040人のうち、取得価額 800万円以上の車両を保有している者は 225人で保

有者の 21.6％であり、その台数は 265台で全体の台数の 13.9％である。このうち、

事業割合を 100％としている車両は 107台で 40.3％（全体の台数の 5.6％）となってい

る。

そして、取得価額 800万円以上の車両を保有している者 225人について、保有台数

別にみると、表 11のとおりである。

表 11 取得価額 800万円以上の車両を所有している者の保有台数別人数 （単位：人）

保有台数

青色申告者の区分
1台 2台 3台 4台 計

高額営業等所得者 176
（72）

26
（8）

5
（3）

1
（1）

208
（84）

高額不動産所得者 16
（4）

1
（1）

0
（0）

0
（0）

17
（5）

計 192
（76）

27
（9）

5
（3）

1
（1）

225
（89）

（注） 括弧内は事業割合 100％の者である。

高額営業等所得者は 208人であり、このうち取得価額 800万円以上の車両を複数台

保有している者は 32人（事業用車両を保有する高額営業等所得者の 3.4％）である。

高額不動産所得者は 17人であり、高額営業等所得者と比べると少なく、このうち

取得価額 800万円以上の車両を複数台保有している者は 1人である。

必要経費に算入できる減価償却費は、車両の取得価額の大きさや台数に制限はない

が、所得税法施行令第 96条で規定する業務の遂行上必要であることが明らかにされ

る部分に相当する金額に限られている。

取得価額 800万円以上の車両を複数台保有している事例を示すと、次のとおりであ

る。
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＜事例 5＞

事業者 Gは、平成 18年分の所得税の確定申告書において、事業収入 1億 8093

万余円から経費等 1億 3851万余円を控除して事業所得 4241万余円を算出してい

る。同人は、事業用車両として、800万円以上の車両 2台（取得価額 1210万余円、

919万余円）、これ以外に 800万円未満の車両 1台（取得価額 301万余円）を保有し

ており、事業割合をそれぞれ 100％としてこれらに係る減価償却費 163万余円を、

上記の所得の算出において必要経費に算入している。

イ 法人成り前の青色申告者の必要経費と法人成り後の青色申告法人の経費との比較

個人事業者が会社を設立して、個人事業で行っていた事業を会社で継続して行うこと

を「法人成り」というが、個人事業（医業）を行っていた青色申告者が青色申告法人を設立

してその法人の代表者となっているもの 94件を 65税務署のうちの 42税務署において

抽出して、その法人成り前の青色申告者の必要経費と法人成り後の青色申告法人の経費

を比較・分析することとした。比較・分析の対象としたのは、法人成り前の青色事業専

従者給与と法人成り後の役員報酬（生計を一にする親族分
（注10）

）であり、期間については 1年

間で比較するために、法人成り前については廃業した年の前年分、法人成り後について

は法人成りした事業年度の翌事業年度分とした。

（注10） 生計を一にする親族分 代表者と生計を一にする親族である役員に係る報酬のみを集

計している。そして、法人税申告書等により代表者との続柄、住所を確認できる者

のうち、配偶者並びに代表者と住所が一致する親及び子を代表者と生計を一にする

親族としている。

法人成り前の青色申告者の青色事業専従者給与の合計額の状況と法人成り後の青色申

告法人の役員報酬（生計を一にする親族分）の合計額の状況を比較すると、表 12のとお

りである。

表 12 青色事業専従者給与の合計額及び役員報酬（生計を一にする親族分）の合計額の金額別事業体数

（単位：人、法人 括弧内：％）

給与又は報酬
の合計額

区 分

0円 300万円
未満

300万円
以上
600万円
未満

600万円
以上
900万円
未満

900 万円
以上
1200万円
未満

1200万円
以上
1500万円
未満

1500万円
以上 計うち

100万円
未満

法人成り前の青色申
告者

21
（22.4）

6
（6.3）

1
（1.0）

21
（22.4）

32
（34.0）

8
（8.5）

4
（4.3）

2
（2.1）

94
（100.0）

法人成り後の青色申
告法人

14
（14.9）

5
（5.3）

2
（2.1）

14
（14.9）

27
（28.7）

9
（9.6）

14
（14.9）

11
（11.7）

94
（100.0）

青色事業専従者給与の合計額が 1200万円以上の者は 6人で 6.3％（最高 21,600,000円）

であるが、法人成り後の役員報酬（生計を一にする親族分）の合計額が 1200万円以上の

法人は 25法人で 26.5％（最高 22,700,000円）と増加している。

そして、上記 94件のうち、法人成り前の青色事業専従者給与の合計額より法人成り

後の役員報酬（生計を一にする親族分）の合計額の方が増加しているものは 67件で

71.2％であり、このうち増加率が 100％以上のものも 13件、13.8％ある。なお、同額

であるものは 17件で 18.0％である。

法人成り前の青色事業専従者の人数及び給与の状況と法人成り後の役員（生計を一に

する親族）の人数及び報酬の状況を比較すると、表 13のとおりである。
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表 13 青色事業専従者及び役員（生計を一にする親族）の給与等水準別人数 （単位：人 括弧内：％）

給与又は報酬

区 分

300万円
未満

300万円
以上
600万円
未満

600万円
以上
900万円
未満

900万円
以上
1200万円
未満

1200万円
以上
1500万円
未満

1500万円
以上 計うち

100万円
未満

法人成り前の青色事業専従者 8
（10.3）

1
（1.2）

24
（30.8）

32
（41.0）

8
（10.3）

5
（6.4）

1
（1.2）

78
（100.0）

法人成り後の役員
（生計を一にする親族）

28
（25.5）

21
（19.0）

24
（21.8）

26
（23.6）

10
（9.1）

16
（14.6）

6
（5.4）

110
（100.0）

法人成り後の役員
（その他の親族）

56
（84.8）

32
（48.4）

3
（4.6）

3
（4.6）

0
（0.0）

2
（3.0）

2
（3.0）

66
（100.0）

青色事業専従者は 78人（青色申告者 1人当たり 0.82人）である一方、法人成り後の役

員（生計を一にする親族）は 110人（ 1法人当たり 1.17人）と増加している。

青色事業専従者給与についてみると、300万円未満の者は 8人で 10.3％、300万円以

上 1200万円未満の者は 64人で 82.0％、1200万円以上の者は 6人で 7.6％である。一

方、法人成り後の役員報酬についてみると、300万円未満の者は 28人で 25.5％、300万

円以上 1200万円未満の者は 60人で 54.5％、1200万円以上の者は 22人で 20.0％であ

り、青色事業専従者給与と比べると低額な者と高額な者の割合が高い。

そして、役員報酬が 300万円未満の者 28人のうち、法人成り前は青色事業専従者で

はなく法人成り後に新たに役員となっている者は 24人である。この 24人のうち、非常

勤役員は 15人であり、また、法人成り前は青色申告者の被扶養者であった者は 18人で

ある。

なお、生計を一にする親族ではないその他の親族の役員が 66人おり、役員報酬につ

いてみると 100万円未満の者は 32人（48.4％）であり、そのうち非常勤役員は 24人であ

る。

そして、法人成り前は青色事業専従者であり、法人成り後は役員となっている者 73

人について、これらの者の業務内容に大幅な変化があったのかについては把握できない

が、法人成り前後での給与等の増減をみると、青色事業専従者給与より役員報酬の方が

増加している者は 53人で 72.6％であり、このうち増加率が 100％以上の者（最高

297.3％）も 11人、15.0％いる。

青色事業専従者から役員となっている配偶者に青色事業専従者給与より高額な役員報

酬を支払い、さらに、被扶養者から新たに役員となっている子に役員報酬を支払ってい

る事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 6＞

事業者 H（医師）は、平成 16年分の所得税の確定申告書において、事業収入 1億

0384万余円から経費等 6165万余円を控除して事業所得 4218万余円を算出してい

る。上記の経費等の内訳についてみると、配偶者 I（医師資格無、届出業務は受付、

医療事務等）への青色事業専従者給与 420万円を必要経費に算入している。そして、

17年 3月に法人成りしており、18年 12月期の法人税の確定申告書等（収入 9073万余

円）における役員報酬についてみると、青色事業専従者であった配偶者 Iへの役員報

酬 1200万円（青色事業専従者給与 420万円に対して 185.7％増）、Hの 16年の確定申
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告書において扶養控除の対象だった子 Jへの役員報酬 350万円（常勤・経理担当）、同

様の子 Kへの役員報酬 120万円（非常勤・監事）、合計 1670万円を損金に算入してい

る。

ウ 青色申告者等と関連同族法人との間の経費の支払状況

個人事業者は、自らが株主又は役員となる法人（以下「関連同族法人」という。）を設立

して関連同族法人に不動産の管理委託をすることにより、親族を関連同族法人の役員に

して役員報酬を支払ったり、自らが役員報酬を受け取って給与所得控除を差し引いたり

することができる。そして、この関連同族法人への管理委託費については、実態等に照

らして過大な支払を行う個人事業者が散見されることから、国税庁は重点的に調査・指

導を行っている。

そこで、正確な記帳による正確な申告を奨励するために設けられた青色申告制度にお

いて、前記の青色申告者である高額不動産所得者が、関連同族法人に管理委託費を支払

い、そして、当該関連同族法人から本人又はその親族が役員報酬を受け取っている事態

を分析することとした。

高額不動産所得者 1,054人のうち、管理委託費等を必要経費に算入している者は 762

人（72.2％）であり、そのうち管理委託費が明らかに関連同族法人に支払われていること

を申告書上で確認できる者は 21人（2.7％）（支払先の関連同族法人は 22法人）である。

管理委託費の最低額は 1,485,714円、最高額は 93,728,748円であり、平均額は

24,334,557円となっている。また、不動産賃貸料収入に対する管理委託費の割合（管理

委託の対象不動産を把握できないので不動産賃貸料収入は全額としている。）は、最低

1.6％、最高 29.6％であり、平均は 12.4％となっている。

この関連同族法人 22法人の役員報酬についてみると、すべての法人で役員である青

色申告者本人又はその親族に対して役員報酬を支払っており、その状況は、表 14のと

おりである。

表 14 役員報酬の金額別人数 （単位：人）

役員報酬

300万円
未満

300万円
以上
600万円
未満

600万円
以上
900万円
未満

900万円
以上
1200万円
未満

1200万円
以上
1500万円
未満

1500万円
以上 計 平均額

役員数 17
（9）

13
（10）

11
（8）

3
（2）

7
（4）

6
（4）

57
（37）

6,903,333円
（6,926,486円）

（注） 損金に算入されないものは除いている。また、括弧内は、親族であり内数である。

青色申告者本人又はその親族である役員は 57人（ 1法人当たり平均 2.5人）であり、

このうち青色申告者本人は 20人、親族は 37人である。

役員報酬 1200万円以上の者は 13人で 22.8％であり、このうち親族は 8人である。

そして、役員報酬が最も高額な者は 18,000,000円（給与所得控除 2,600,000円）であり、

役員報酬の平均額は 6,903,333円である。

青色申告者が管理委託費を関連同族法人に支払い、その関連同族法人から本人等が役

員報酬を受け取っている事例を示すと、次のとおりである。
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＜事例 7＞

不動産所得者 Lは、平成 18年分の所得税の確定申告書において、不動産賃貸料等

収入 1億 7280万余円から経費等 9412万余円を控除して不動産所得 7868万余円を算

出し、給与所得 636万円（収入 840万円）等と合わせて、総所得金額を 8650万余円と

している。上記の経費等には、関連同族法人Mへの管理委託費 3600万円（不動産賃

貸料等収入に対する割合 20.8％）が含まれている。同法人の 18年 7月期の法人税の確

定申告書等によると、同法人は、同人の管理委託費のみを営業収益としており、同人

への役員報酬 840万円（給与所得控除 204万円）、配偶者 Nへの役員報酬 360万円（給

与所得控除 126万円）、合計 1200万円（役員報酬の法人の経費全体に占める割合は

37.8％）を損金に算入している。

� 青色申告特別控除の検証状況

ア 青色申告特別控除等に係る要望の状況

経済産業省は、青色申告特別控除について、青色申告の普及・奨励をしつつ、適正な

記帳慣行を確立し、記帳水準を一層向上させることにより青色申告の質的向上を図り、

青色申告制度の健全な発展を図ることなどのために、 7、 8、 9、10各年度の税制改

正要望において、青色申告者の勤労性を考慮した特別控除額の引上げを要望して、 9年

度及び 14年度において、青色申告特別控除の簡易な簿記の方法により記録している者

についての経過措置の延長（ 9年度は正規の簿記の原則に従い記録している者と同額の

35万円、14年度は 45万円の適用）を要望している。また、みなし法人課税の廃止によ

りなくなった青色申告者の勤労性への配慮として、11年度以降は、特別控除額の引上

げではなく、新たな制度の創設の要望を毎年度行っている。そして、経済産業省は中小

企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例、中小企業者が機械等を取

得した場合の所得税額の特別控除などについて、各種の要望を行っているが、これらは

青色申告の普及・奨励を図るための青色申告の特典でもある。

イ 税制改正の要望の際の検証の状況

青色申告特別控除に係る税制改正要望を経済産業省は上記のとおり 7、 8、 9、10、

14各年度において行っており、14年度の要望の内容及びその際の検証の状況は、表 15

のとおりである。

表 15 経済産業省の平成 14年度税制改正要望（青色申告特別控除関係）

内 容

要望の内容
（要約）

青色申告に係る個人事業主の勤労性に配慮するため、個人事業主の所
得から給与所得控除額の 1 ／ 2相当額（最低控除額 65万円）を控除する制
度を所得税法上に創設する。
青色申告特別控除の簡易な簿記の方法により記録している者について
の適用（控除額 45万円、適用期間 5年～14年）を延長する。

減税見込額 調査中

政策の達成
目標

青色申告者である個人事業者の勤労性を正当に評価し、法人税と所得
税の間の課税の不公平を解消する。

特別措置の適用状況に関するデータの収集や特別措置の効果の測定には難しい面があ

るとして、この要望書においては、減税見込額欄が調査中となっていて具体的な減税見

込額は記載されていなかった。また、この要望書において、青色申告者の勤労性に配慮
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した新たな制度の創設も併せて要望していて、政策の達成目標欄の内容はこの新たな制

度のものであり、青色申告特別控除に係る要望の達成目標は記載されておらず、政策の

達成目標が明確になっていなかった。そして、同様の事態が 10年度等の要望書でも見

受けられた。

財務省は、経済産業省から提出を受けたこれらの要望書等に基づいて検証を行ってい

た。

ウ 政策評価法による検証の状況

経済産業省は、政策評価法に基づき「政策評価基本計画」（計画期間は 18年度から 22

年度までの 5年間）及び「事後評価実施計画」（毎年度）を定めて、経済産業省の行政分野

全般について 6政策・34施策に整理して、施策を基本的な単位とし、施策の成果に着

目して設定した目標の達成度合いを評価する実績評価を行うことを基本としている。ま

た、必要に応じて個別に事業レベルでの評価（事業評価）を行うこととしている。19年

度においては、事前評価においては 34施策すべてについて、事後評価においては 15施

策について、評価を行っている。

19年度の政策―施策―事業体系において、記帳指導等による小規模事業者の経営の

改善・発達を支援するための日本商工会議所及び全国商工会連合会に対する補助金は、

施策「経営革新・創業促進」の施策目標を実現するための具体的措置として位置付けられ

ていたが、適正な記帳慣行を確立して、申告納税制度の実をあげるとともに事業経営の

健全化を推進するための青色申告特別控除は、施策目標を実現するための具体的措置と

して位置付けられていなかった。

一方、青色申告の他の特典でもある、中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額

の特別控除や中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例などは、

施策「経営安定・取引の適正化」などの施策目標を実現するための具体的措置として位置

付けられていた。

なお、20年度から、青色申告特別控除は、施策「経営革新・創業促進」の施策目標を

実現するための具体的措置として位置付けられている。

財務省は、政策評価法に基づき「政策評価に関する基本計画」（計画期間は 20年度から

24年度までの 5年間）及び「政策評価の実施に関する計画」（毎年度）を定めて、事前評価

については事業評価方式、事後評価については実績評価方式により行うことを基本とし

ている。そして、実績評価の実施に当たり、あらかじめ財務省の主要な政策分野すべて

について、38の「政策の目標」（総合目標 6、政策目標 27、組織運営の方針 5）、その細

目となる目標（業績目標）を設定している。なお、政策目標には実施庁である国税庁が達

成すべき目標も含まれており、財務省はこの目標に対する実績の評価も同様に行うこと

になっている。

19年度の実績評価（国税庁分を含む。）においては、業績目標「納税者の視点に立った

適切な情報の提供、相談等に対する迅速かつ的確な対応」の施策として、青色申告特別

控除等の特典がある青色申告制度の説明と勧奨を行うなどして青色申告の普及に努める

こととなっており、その状況を把握するための指標として「所得税青色申告承認者数」が

利用されていたが、青色申告特別控除そのものは実績評価に取り込まれていなかった。
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4 本院の所見

� 検査の状況

青色申告特別控除は、青色申告の一層の普及・奨励を図り、適正な記帳慣行を確立し

て、申告納税制度の実をあげるとともに事業経営の健全化を推進するための特別措置であ

り、青色申告制度は、申告納税制度が適正に機能するよう、正確な記帳による正確な申告

を奨励するための制度である。

このような青色申告特別控除等の目的、必要経費に算入できない家事関連費等に係る議

論等を踏まえて、合規性、有効性等の観点から、青色申告特別控除の適用状況、青色申告

者の必要経費の状況等について、税務署の調査・指導が行われる前の納税者の自主的な申

告である確定申告書等により検査したところ、次のような状況となっていた。

ア 青色申告特別控除の適用状況

� 営業等所得者の青色申告割合は 57.2％であり、所得水準別にみると、総所得金額

等 1000万円以上の者で 87.1％、総所得金額等 300万円未満の者で 50.0％となってい

る。

� 高額営業等所得者のうち、青色申告者は 93.4％、65万円控除適用者は 83.8％であ

る一方、白色申告者も 6.6％いる。また、高額不動産所得者のうち、青色申告者は

81.6％、65万円控除適用者は 40.8％である一方、白色申告者も 18.4％いる。

イ 青色申告の他の特典の適用状況

青色申告特別控除以外の青色申告の特典の適用率についてみると、高額営業等所得者

において、青色事業専従者給与の必要経費算入が 64.6％、一括評価による貸倒引当金の

設定が 48.9％、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例が

39.1％である。特典別の減税相当額を試算すると、青色申告特別控除についてはすべて

の者が 240,500円であり、青色事業専従者給与の必要経費算入については平均額は

2,511,718円で最も高い者は 6,110,000円であり、青色事業専従者給与の必要経費算入の

方が減税相当額は高い。

ウ 青色申告者（青色申告特別控除の適用者）の必要経費の状況等

� 青色申告者の必要経費の状況

a 青色事業専従者給与についてみると、高額営業等所得者において給与額 1200万

円以上の者は 840人のうち 120人で 14.2％であり、このうち、医師等の資格保有

者は 79人で 65.8％である一方、総務、経理及び事務の者は 41人で 34.1％であ

る。

b 接待交際費についてみると、高額営業等所得者において、支出額 1200万円以上

の者は 1,212人のうち 38人（最高額 107,789,221円）で 3.1％、対売上比率 5％以上

の者は 56人（最高比率 18.8％）で 4.6％である。

c 減価償却費（事業用車両分）についてみると、高額営業等所得者及び高額不動産所

得者で事業用車両の取得価額を確認できる 1,040人、1,893台のうち、取得価額 800

万円以上の車両を保有している者は 225人で 21.6％、その台数は 265台で 13.9％

である。そして、この 225人のうち取得価額 800万円以上の車両を複数台保有して

いる者は 33人で 14.6％であり、また、この 265台のうち事業割合を 100％として

いる車両は 107台で 40.3％である。
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� 法人成り前の青色申告者の必要経費と法人成り後の青色申告法人の経費との比較

法人成り 94件のうち、法人成り前の青色事業専従者は 78人である一方、法人成り

後の役員（生計を一にする親族）は 110人と増加している。また、法人成り前は青色事

業専従者であり、法人成り後は役員となっている者 73人のうち、法人成り前の青色

事業専従者給与より法人成り後の役員報酬の方が高い者は 53人で、72.6％である。

� 青色申告者等と関連同族法人との間の経費の支払状況

高額不動産所得者 1,054人のうち関連同族法人に管理委託費を支払っていることが

確認できる青色申告者は 21人（22法人）であり、この 22法人すべてで役員である青

色申告者本人又はその親族に対して役員報酬を支払っており、その役員数は 57人で

ある。

エ 青色申告特別控除の検証状況

経済産業省が青色申告特別控除額に係る要望を行う際の検証においては、政策の達成

目標が明確になっていないなどの課題が見受けられた。そして、財務省は提出を受けた

これらの経済産業省の検証による要望書等に基づいて検証を行っていた。

経済産業省の政策評価においては、青色申告の特典でもある、中小企業者が機械等を

取得した場合の所得税額の特別控除などは施策目標を実現するための具体的措置として

位置付けられていたが、青色申告特別控除は 19年度までは施策目標を実現するための

具体的措置として位置付けられていなかった。そして、財務省の政策評価においては、

青色申告制度の説明と勧奨を行うなどして青色申告の普及に努めることとなっており、

その状況を把握するための指標として所得税青色申告承認者数が利用されていたが、青

色申告特別控除そのものは評価に取り込まれていなかった。

� 所見

申告書等による検査では、事業の実態を反映させた正確な記帳による正確な申告を行っ

ているのかを十分には把握できない面もあるが、税務署の調査・指導が行われる前の納税

者の自主的な申告である確定申告書等により検査したところ、高額所得者においても一定

数の白色申告者が見受けられたり、高額な青色事業専従者給与を支払っている者、高額な

接待交際費を支払っている者などが見受けられたりした。

経済産業省は、特別措置の適用状況に関するデータの収集や特別措置の効果の測定には

難しい面があるとしているが、青色申告特別控除の検証の内容を一層充実することによ

り、政策の実効性を高めていくとともに国民に対する説明責任を果たしていくことが肝要

である。

そして、財務省は、申告納税制度が適正に機能するよう、青色申告特別控除等について

今後とも十分に検証していくことが肝要である。

国税庁は、申告納税制度が適正に機能するよう、記帳指導、各種説明会等を通して青色

申告の普及・奨励を図ったり、申告が適正でないと認められる納税者に対して調査・指導

を行ったりするなどしているところであるが、正確な記帳による正確な申告を実現するた

めの取組を一層充実していくことが肝要である。

本院としては、今後とも特別措置の適用状況等について、引き続き注視していくことと

する。
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第 3 都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況について

検 査 対 象 � 農林水産省、国土交通省、12道府県

� 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、環境省、防衛省（平成 19年 1月 8日以前は内閣府防衛

庁）、 3県市

検査の対象とし
た経理処理

� 12道府県における農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事

業に係る事務費等の支出に係る経理処理

� 平成 19年 5月から 20年 5月末までに、内部調査により明らかに

された 3県市における不適正な経理処理

事 態 の 概 要 � 不適正な経理処理等により国庫補助事業に係る事務費等が支出さ

れていた事態

12道府県 計 11億 3713万円（平成 14年度～18年度）

� 県市における内部調査により明らかになった不適正な経理処理の

事態

3県市 計 4億 4035万円（平成 8年度～19年度）

上記のうち国庫
補助金相当額

� 5億 5600万円

� 6116万円

1 検査の背景

一部の府県において、長年にわたり不適正な経理処理による資金のねん出が行われていた

事態が、平成 18年から 19年にかけて明らかになり、公金を扱う地方公共団体における経理

について社会的な関心が高まっている。そして、19年 6月に参議院決算委員会が行った「平

成 17年度決算審査措置要求決議」においても、政府に対して、地方自治体の裏金に対する指

導監督について適切な措置を講ずるべきであるなどとされている。

このような事態は、一義的には地方公共団体自体の経理の問題であるが、不適正な経理処

理の対象となった公金の中に、国庫補助金（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和 30年法律第 179号）第 2条第 1項に規定する「補助金等」。以下「補助金等」という。）や

国の委託事業に係る委託費（以下、これらを合わせて「国庫補助金等」という。）が含まれてい

れば、本院としてもその状況を確認して、必要に応じて是正させる必要がある。

そこで、本院は、19年次の検査において、自ら内部調査を行い不適正経理があったこと

を明らかにしている 13府県を対象に、不適正経理と国庫補助金等との関連について検査す

ることとして、このうち、内部調査が最近実施されて、不適正な経理処理の金額が相当規模

になっている 5府県
（注 1）

については会計実地検査を実施した。

その結果、一部の府県において、不適正な経理処理により支払った需用費、賃金、旅費等

の中に、主として、公共事業の国庫補助金に係る事務費が含まれているものがあり、また、

対象年度が古く、会計書類等が保存されていないなどのため国庫補助金等との関連は不明で

あるが、不適正な経理処理と国庫補助金等との関連の可能性が皆無とはいえないものも含ま

れていることが明らかとなった。

本院はこれまでにも、既往の決算検査報告において、公共事業に係る国庫補助事業の食糧
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費について改善させた事項、国が都道府県に委嘱又は委託して実施している教育関係事業等

に係る経費について指摘した事項、都道府県における事務費の不適正な経理処理の状況につ

いて記述した事項等を掲記して、各地方公共団体に対して広く警鐘を鳴らして自浄作用を促

してきた。

しかし、上記のように、19年次の検査においても、公金意識の欠如等により国庫補助金

等に関連して不適正な経理処理が行われていたことが明らかになったことから、これを極め

て遺憾な事態であると考えて、平成 18年度決算検査報告にその検査状況を掲記した。

そして、本院は、19年次の検査結果及び地方公共団体における予算執行の透明性が一層

強く求められている昨今の状況を踏まえて、引き続き都道府県等における国庫補助事業に係

る事務費等の経理等の状況について検査して、その課題について多角的に検証を行うことと

した。

（注 1） 5府県 大阪府、岐阜、鳥取、佐賀、長崎各県

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点及び着眼点

都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況について、合規性等の

観点から、次の事項に着眼して検査した。

� 都道府県における国庫補助事業に係る事務費等の経理は適正に行われているか、国庫

補助事業の目的に従って適正に使用されているか。

� 県市における内部調査により新たに判明した不適正な経理処理の対象となった公金の

中に国庫補助金等が含まれていないか。

� 検査の対象及び方法

上記�の�及び�の項目について、次のとおり、検査の対象を選定して、それぞれの検
査方法により検査した。

� 19年 4月末までに内部調査を実施していない、若しくは内部調査の結果不適正な経

理処理がなかったとした計 34都道府県の中から事業規模等を勘案して 11道府県
（注 2）

を選定

して、これに、昨年、会計実地検査を行った 5府県のうち、内部調査の結果、不適正経

理の額が多額で、対象年度に古いものが多かった岐阜県を加えた合計 12道府県を検査

の対象とした。そして、これらの道府県において、14年度から 18年度までの間におけ

る公共事業関係の補助金等の交付額が多額となっている農林水産省及び国土交通省所管

の国庫補助事業に係る事務費等のうち、過去に不適正な経理処理が多く行われた需用

費、賃金及び旅費を対象として、支出命令書等の書類により会計実地検査を行った。

なお、不適正な経理処理等により事務費等が支出されていたことが認められた場合に

は、更に道府県に事態の詳細についての調査及び報告を求めて、その内容を確認するな

どの方法により検査を行った。

� 19年 5月から 20年 5月末までに、内部調査により不適正な経理処理が明らかになっ

た 2県（山形県、宮崎県）及び 1政令指定都市（名古屋市）（以下「 3県市」という。）を対象

として、会計実地検査を実施する又は関係資料の提出を求めるなどして不適正経理と国

庫補助金等との関連性等について検査した。

（注 2） 11道府県 北海道、京都府、青森、岩手、福島、栃木、群馬、長野、愛知、和歌山、

大分各県
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3 検査の状況

12道府県を対象として農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事業に係る事務費等の

経理について検査したところ、12道府県すべてにおいて不適正な経理処理等による支出が

判明したことから、これについて下記の�に記述するとともに、別途第 3章に不当事項とし

て掲記した。

また、 3県市が自ら行った内部調査により明らかとなった不適正経理に関しては、19年

次の検査と同様、国庫補助金等との関連性等について検査した状況について下記の�に記述
した。

なお、農林水産省及び国土交通省所管の委託事業に係る委託費の経理に関して、下記�の
検査と併せて 12道府県を対象として検査を実施した結果、委託費と道府県単独事業等の経

費を明確に区分して経理していなかった事態等を別途第 3章に本院の指摘に基づき当局にお

いて改善の処置を講じた事項として掲記した。

� 都道府県における国庫補助事業に係る事務費等の経理の状況

ア 国庫補助事業に係る事務費等の概要

農林水産省及び国土交通省は、土地改良法（昭和 24年法律第 195号）及び道路法（昭和 27

年法律第 180号）等に基づき、それぞれ土地改良事業や道路整備事業等の公共事業を実施

する都道府県に対して、事業に要する経費の一部について補助金等を交付している。こ

れらの公共事業に係る国庫補助対象事業費には、工事費のほか事業を実施するために必

要な事務費が含まれており、その内訳はおおむね次のとおりとなっている。

すなわち、事務費は、国庫補助事業に直接従事する都道府県職員の人件費（給料、職

員手当等）のほか、国庫補助事業の実施のために直接必要な物品の購入等に係る需用

費、国庫補助事業の事務補助を行わせるために雇用した臨時職員に支払う賃金、職員が

国庫補助事業に係る用務で出張した場合に支払う旅費等から構成されている（下図参

照）。

図 1 事務費の構成（国土交通省の例）

また、農林水産省所管の国庫補助事業には非公共事業も多く、これらの事業費にも需

用費、賃金、旅費等が補助対象経費として含まれている（以下、非公共事業における需

用費等の経費と上記の国庫補助事業に係る事務費を合わせて「国庫補助事務費等」とい

う。）。

イ 12道府県に対する検査結果

12道府県が 14年度から 18年度までの間に農林水産省及び国土交通省から交付を受

けて執行した国庫補助事務費等について検査したところ、虚偽の内容の関係書類を作成

するなど不適正な経理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に

賃金又は旅費を支払ったりしていたものが、表 1のとおり、12道府県において計 11億
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3713万余円（国庫補助金相当額 5億 5600万余円）見受けられた（前掲不当事項 437ペー

ジ及び 576ページ参照）。

このように、会計実地検査を行った 12道府県において多数の不適正な経理処理等に

よる支出が見受けられたことから、態様ごとに事態の内容や発生原因等について分析を

行った。

表 1 12道府県における国庫補助事務費等に係る不適正経理等の状況
（単位：千円）

道府県名 国庫補助金
所管省庁名

不適正な経理処理 補助の対象外
計

需用費 賃 金 旅 費

北海道

農林水産省 791 1,235 14,258 16,286

国土交通省 1,275 6,037 36,694 44,008

計 2,067 7,273 50,953 60,294

青森県

農林水産省 696 ― 4,081 4,777

国土交通省 3,851 5,092 11,398 20,343

計 4,547 5,092 15,480 25,121

岩手県

農林水産省 46,478 19,960 8,023 74,462

国土交通省 17,416 1,330 14,537 33,284

計 63,895 21,291 22,561 107,747

福島県

農林水産省 790 3,335 10,951 15,078

国土交通省 639 12,256 5,032 17,927

計 1,429 15,591 15,983 33,005

栃木県

農林水産省 4,345 ― 270 4,615

国土交通省 1,330 ― 3,893 5,223

計 5,675 ― 4,163 9,839

群馬県

農林水産省 2,978 ― 2,055 5,034

国土交通省 3,071 ― 1,813 4,884

計 6,049 ― 3,869 9,919

長野県

農林水産省 10,092 25,544 5,814 41,451

国土交通省 1,283 2,356 6,151 9,791

計 11,375 27,901 11,965 51,242

岐阜県

農林水産省 165 3,411 9,935 13,512

国土交通省 38 8,317 9,966 18,322

計 204 11,729 19,901 31,834
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道府県名 国庫補助金
所管省庁名

不適正な経理処理 補助の対象外
計

需用費 賃 金 旅 費

愛知県

農林水産省 37,422 862 13,176 51,461

国土交通省 23,955 12,043 42,610 78,609

計 61,377 12,906 55,787 130,070

京都府

農林水産省 4,565 ― 8,439 13,005

国土交通省 3,256 ― 32,994 36,250

計 7,821 ― 41,434 49,256

和歌山県

農林水産省 557 20,922 3,951 25,431

国土交通省 5,343 ― 5,467 10,810

計 5,901 20,922 9,418 36,242

大分県

農林水産省 185 ― 3 189

国土交通省 3,305 154 7,782 11,243

計 3,491 154 7,786 11,432

合 計

農林水産省 （232,387）
109,070

（165,780）
75,273

（174,932）
80,962

（573,100）
265,306

国土交通省 （155,784）
64,767

（87,359）
47,589

（320,889）
178,343

（564,034）
290,699

計 （388,172）
173,837

（253,140）
122,862

（495,822）
259,305

（1,137,134）
556,006

（注） 金額は国庫補助金相当額である。ただし、「合計」欄の（ ）書きは、不適正な経理処理等により支

出された国庫補助事務費等の額である。

� 需用費の支払

12道府県は、物品の購入等に当たり、業者から見積書を徴するなどして契約業者

を決定して、支出負担行為を行って契約した物品が納入されたことを確認（以下「検

収」という。）した上で、業者からの請求に基づき購入代金を支払うこととしている。

a 不適正な経理処理の態様

物品の購入等に係る需用費の支払について検査したところ、12道府県は、次の

とおり、14年度から 18年度までの間に、不適正な経理処理を行って需用費計

388,172,299円（国庫補助金相当額 173,837,888円）を支払っていた。

� 預け金

業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに納

入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払

い、当該支払金を業者に預け金として保有させて、後日、これを利用して契約し

た物品とは異なる物品を納入させるなどしていたもの

6府県、支払額 104,354,383円（国庫補助金相当額 39,093,049円）
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＜概 念 図 ①＞

� 一括払

支出負担行為等の正規の経理処理を行わないまま、随時、業者に物品を納入さ

せた上で、後日、納入された物品とは異なる物品の請求書等を提出させて、これ

らの物品が納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需

用費を一括して支払うなどしていたもの

5道県、支払額 53,307,351円（国庫補助金相当額 26,234,378円）

＜概 念 図 ②＞

� 差替え

業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した物品が納入されていないのに納

入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払

い、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させていたもの

9道府県、支払額 65,173,354円（国庫補助金相当額 29,310,086円）
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＜概 念 図 ③＞

� 翌年度納入

物品が翌年度以降に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日

より前の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入され

たこととして需用費を支払っていたもの

12道府県、支払額 148,003,866円（国庫補助金相当額 71,419,024円）

＜概 念 図 �＞

� 前年度納入

物品が前年度以前に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日

より後の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入され

たこととして需用費を支払っていたもの

11道府県、支払額 17,333,345円（国庫補助金相当額 7,781,351円）

＜概 念 図 �＞

これら�から�までの事態を道府県別、態様別及び年度別に示すと表 2のとおりで

ある。

第
4
章

第
4
節

特
定
検
査
対
象
に
関
す
る
検
査
状
況

第
3

― 1184―



表 2 不適正な経理処理による需用費の支払の状況

（単位：千円）

道府県名 年度 �預け金 �一括払 �差替え �翌年度納入 �前年度納入 計

北海道

平成
14 ― 215 ― 732 ― 947

15 ― 192 7 501 40 741
16 ― ― ― 113 39 152
17 ― ― 0 ― 164 164
18 ― ― ― 26 34 60
計 ― 408 8 1,372 278 2,067

青森県

14 ― ― 580 114 225 921
15 ― ― 380 630 506 1,517
16 ― ― 417 128 146 692
17 ― ― 670 413 116 1,200
18 ― ― 215 ― ― 215
計 ― ― 2,264 1,287 995 4,547

岩手県

14 549 7,515 3,524 7,650 ― 19,239
15 8,654 1,675 747 5,768 6 16,852
16 8,048 2,051 1,309 3,659 19 15,088
17 271 1,902 509 3,482 ― 6,166
18 1,046 284 1,560 3,010 645 6,547
計 18,569 13,430 7,651 23,572 672 63,895

福島県

14 ― ― ― 256 109 365
15 ― ― ― 225 ― 225
16 ― ― ― 589 ― 589
17 ― ― ― 232 ― 232
18 ― ― ― 16 ― 16
計 ― ― ― 1,320 109 1,429

栃木県

14 ― ― ― ― 3 3
15 ― ― 71 ― ― 71
16 148 ― 136 269 ― 555
17 27 26 86 3,318 11 3,471
18 ― 129 142 1,204 97 1,574
計 176 155 438 4,793 112 5,675

群馬県

14 ― ― 46 822 77 945
15 ― ― 10 491 202 704
16 ― ― 5 846 24 876
17 ― ― 24 783 157 965
18 ― ― ― 2,426 131 2,557
計 ― ― 86 5,370 592 6,049

長野県

14 347 1,397 101 3,561 97 5,505
15 95 1,838 40 727 160 2,862
16 ― 1,580 92 372 130 2,176
17 ― 459 19 126 7 612
18 ― 0 78 67 71 218
計 442 5,275 333 4,855 467 11,375

岐阜県

14 ― ― ― 38 6 45
15 ― ― ― ― 22 22
16 ― ― ― ― 61 61
17 ― ― ― 70 4 75
18 ― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― 109 95 204

愛知県

14 3,015 1,932 6,657 588 1,075 13,269
15 3,598 2,715 8,099 4,025 1,610 20,050
16 3,396 779 2,279 3,524 513 10,492
17 4,375 384 813 964 493 7,032
18 4,591 1,152 473 3,631 682 10,532
計 18,977 6,964 18,323 12,734 4,376 61,377
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道府県名 年度 �預け金 �一括払 �差替え �翌年度納入 �前年度納入 計

京都府

14 37 ― 26 1,382 45 1,492
15 ― ― 0 1,950 ― 1,950
16 ― ― 12 942 ― 954
17 ― ― 16 2,251 ― 2,268
18 ― ― 9 1,145 1 1,156
計 37 ― 64 7,671 47 7,821

和歌山県

14 753 ― 113 1,444 32 2,344
15 ― ― ― ― ― ―

16 18 ― 10 1,368 ― 1,396
17 117 ― 14 1,598 ― 1,730
18 ― ― ― 429 ― 429
計 889 ― 138 4,840 32 5,901

大分県

14 ― ― ― 1,830 ― 1,830
15 ― ― ― 788 ― 788
16 ― ― ― 394 ― 394
17 ― ― ― ― ― ―

18 ― ― ― 476 ― 476
計 ― ― ― 3,491 ― 3,491

合計

14 （ 17,378）
4,702

（22,226）
11,062

（25,269）
11,050

（ 32,305）
18,420

（ 4,696）
1,674

（101,876）
46,911

15 （ 31,573）
12,348

（12,278）
6,421

（20,891）
9,357

（ 31,717）
15,109

（ 5,296）
2,550

（101,757）
45,787

16 （ 28,087）
11,611

（ 9,258）
4,411

（ 9,632）
4,262

（ 29,648）
12,210

（ 2,218）
936

（ 78,845）
33,432

17 （ 16,458）
4,792

（ 6,395）
2,772

（ 4,597）
2,157

（ 26,716）
13,243

（ 2,067）
955

（ 56,234）
23,920

18 （ 10,856）
5,637

（ 3,147）
1,566

（ 4,781）
2,480

（ 27,617）
12,434

（ 3,055）
1,665

（ 49,458）
23,785

計 （104,354）
39,093

（53,307）
26,234

（65,173）
29,310

（148,003）
71,419

（17,333）
7,781

（388,172）
173,837

注� 金額は農林水産省及び国土交通省の国庫補助金相当額の合計である。ただし、「合計」欄の（ ）書きは、不適正

な経理処理により支出された国庫補助事務費等の額である。

注� 栃木県は平成 14年度から 16年度まで、和歌山県は 15年度の支出決議書等の関係資料の全部又は一部が廃棄
されるなどしていたため、国庫補助金相当額が算出できないものがあった。

上記のとおり、12道府県すべてにおいて、不適正な経理処理による需用費の支

払の事態が多数見受けられたが、これを年度別の推移でみると、14年度が最も多

く、それ以降は減少傾向となっている。しかし、岩手県や愛知県のように、検査対

象とした直近の 18年度に至るまで、�預け金、�一括払及び�差替えによる架空

取引を繰り返すなどして長期にわたり不適正な経理処理を継続していた県も見受け

られた。

また、前記の�翌年度納入の事態は、12道府県すべてにおいて確認された。こ

れらの中には、年度末に大量に発注していて、年度内の納品が事実上困難と認めら

れるものや年度を越えて長期にわたり納品されないものもあるなど、需用費の予算

残額を使い切ることを目的としていたと考えられるものや購入の必要性が疑わしい

ものも多数見受けられた。

b 会計事務手続上の問題点

前記の不適正な経理処理の態様のうち、�預け金、�一括払及び�差替えについ

ては、業者に架空取引を行わせるなどして、支出負担行為、契約、検収等について

正規の経理処理を行わず、契約した物品が納入された事実がないのに関係書類上は

納入されたこととして処理していた。
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また、�翌年度納入及び�前年度納入については、現年度には物品が納入されて
いないのに納入されたこととして関係書類に虚偽の日付を検収日として記載するな

どしていたものである。

上記について、各道府県において、関係職員が物品の購入等に係る正規の会計事
けん

務手続を遵守して、かつ、会計機関における内部牽制が機能していれば、不適正な

経理処理を継続して行うことは困難であったと考えられる。

そこで、長期間にわたり預け金等の不適正な経理処理を繰り返し行っていた岩手

県と愛知県について、会計事務手続に問題はなかったか、内部牽制が十分に機能す

る体制となっていたかなどについて個別に検証したところ、次のような状況となっ

ていた。

� 特定の物品の購入方法を利用した預け金

岩手県は、14年度から 18年度までの間に、事務用品販売業者と架空取引を行

い、預け金、一括払、差替えなどにより需用費を支払い、多額の資金を業者に保

有させて、契約した物品とは異なる物品を納入させていた。

同県における通常の物品の購入に係る会計事務手続は図 2のとおりであり、会

計機関である出納局等が、見積書依頼、契約、検収、支払に至るまで行うことと

している。

図 2 岩手県における通常の物品の購入に係る会計事務手続

一方、機器の修理に使用する部品等で各課室で調達した方が効率的なものや、

新聞、図書、雑誌等の価格が定まっているものなど特定の物品の購入について

は、上記の方法によらず、図 3のように、調達要求元の各課室が、見積書依頼、

契約、検収に至るまでの会計事務手続を、会計機関である出納局等を通さずにで

きることとなっている。
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図 3 岩手県における特定の物品の購入に係る会計事務手続

同県の一部の部局は、年度内に使い切れなかった需用費の予算残額を消化する

などのために、主に出納局等を通さずに調達できる特定の物品の購入方法を利用

して、年度末に大量の物品を購入したとする架空取引を業者に指示して、契約し

た物品がすべて年度内に納入されたこととする虚偽の内容の関係書類を作成する

ことにより、出納局等に需用費の支払を行わせていた。

� 出先機関における預け金

愛知県の出先機関である農林水産事務所及び建設事務所は、14年度から 18年

度までの間に、事務用品販売業者と架空取引を行い、預け金、一括払、差替えな

どにより需用費を支払い、多額の資金を業者に保有させて、契約した物品とは異

なる物品を納入させるなどしていた。

同県の本庁及び出先機関における少額の物品購入を随意契約で行う場合の会計

事務手続は、次のとおりとなっている。

本庁では、図 4のとおり、会計機関である出納事務局において見積書依頼、契

約、検収、支払に至るまでの会計事務手続を行っており、調達要求元の各課室は

直接業者に発注できないこととなっている。

図 4 愛知県本庁における物品の購入に係る会計事務手続
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一方、出先機関の農林水産事務所等は、契約権限等が委任されており、図 5の

とおり、出納事務局を通さずに契約、検収、支払に至るまでの会計事務手続を独

自に行うことができることとなっている。

図 5 愛知県の出先機関（農林水産事務所等）における物品の購入に係る会計事務手続

そして、同県内の多くの出先機関は、事務用品販売業者に架空取引を指示し

て、虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、多額の資

金を預け金として業者に保有させて、契約した物品とは異なる物品を納入させる

などしていた。

上記のとおり、岩手県及び愛知県のいずれの事態も、調達要求元である各課室や

出先機関において、出納事務局等を通さず直接業者に発注ができるなど内部牽制が

十分に機能しない状況となっていた。特に検収については、契約した物品が納入さ

れているかについての確認を行うことなく、虚偽の日付を検収日として記入するな

どして関係書類の体裁を整えることにより需用費を支払っていた。

c 不適正な経理処理が続いた要因

このように需用費の支払について不適正な経理処理を行っていた事態について、

各道府県は、その主な理由を表 3のとおりとしている。

表 3 不適正な会計経理を行っていた理由

態 様 主 な 理 由

�預 け 金 ・国庫補助事務費等は使い切るといった認識により、返還が生じないように対処し
た。
・会計経理担当職員に、物品の購入等、検収、支払等の一連の経理処理を任せきりに
していた。

�一 括 払 ・随時、納入された物品に対して、事務手続の省力化を図るために、その都度経理処
理を行うことなく、後日、一括して支払った。

�差 替 え ・備品購入の予算がないことから、他の消耗品の品目に書き換えた書類を作成して、
需用費で購入したこととした。
・発注した物品と異なる物品が納入されてもそのまま検収していた。

�翌年度納入 ・予算の年度内消化を優先させた結果、年度末に発注が集中して納品が間に合わない
ものについても現年度予算で執行したこととして経理処理をした。
・年度末の発注や検収が多忙となる中で、納品日を確認せず、翌年度予算で支払うべ
きものを現年度の需用費で支払った。

�前年度納入 ・予算の計画的な執行が欠如していたため、現年度の予算が不足した結果、翌年度の
予算で支払った。
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事態の発生原因としては、上記のとおり、各道府県における会計経理担当職員の

会計法令を遵守した予算の執行に対する意識等が希薄であったこと及び公金の取扱

いの重要性に対する認識が欠如していたことが挙げられる。また、前記のとおり、

物品の購入等に係る会計事務手続について内部牽制がほとんど機能していなかった

ことが、長期間にわたって繰り返し不適正な事態を継続させてきた要因と考えられ

る。

� 賃金の支払

臨時職員に対する賃金の支払状況について検査したところ、 9道県において、14

年度から 18年度までの間に、計 253,140,098円（国庫補助金相当額 122,862,636円）を

補助の対象とならない用途に使用していた。

� 国庫補助事業を行っていない部署に配属された臨時職員に対する賃金の支払

5道県は、14年度から 18年度までの間に、国庫補助事業を実施していない部署

に配属された臨時職員に対して、国庫補助事務費等が支出される科目から賃金計

29,774,871円（国庫補助金相当額 16,976,303円）を支払っていた。

＜概 念 図 �＞

上記の事態を、道県別、所管別及び年度別に示すと表 4のとおりである。

表 4 国庫補助事業を行っていない部署に配属された臨時職員に対する賃金の支払状況

（単位：千円）

道県名 所 管 平成 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 計

北海道 国土交通省 1,315 1,225 1,143 1,093 1,259 6,037

岩手県 国土交通省 413 298 ― ― 135 847

長野県

農林水産省 271 75 ― ― ― 347

国土交通省 ― ― ― 928 579 1,507

計 271 75 ― 928 579 1,854

愛知県 国土交通省 1,436 1,104 1,053 2,099 2,388 8,082

大分県 国土交通省 ― ― ― 71 83 154

合計

農林水産省 （675）
271

（210）
75

（―）
―

（―）
―

（―）
―

（886）
347

国土交通省 （5,294）
3,164

（4,391）
2,628

（3,640）
2,197

（7,649）
4,192

（7,913）
4,446

（28,888）
16,629

計 （5,969）
3,436

（4,601）
2,703

（3,640）
2,197

（7,649）
4,192

（7,913）
4,446

（29,774）
16,976

（注） 金額は国庫補助金相当額である。ただし、「合計」欄の（ ）書きは、補助の対象とならない用途に

支出された国庫補助事務費等の額である。
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上記のとおり、所管省庁別にみると、そのほとんどは国土交通省の国庫補助事務

費に係るものとなっていた。そこで、国土交通省の国庫補助事務費に係る賃金につ

いて、臨時職員が配属された部署をみると、表 5のとおり、主に道路の維持管理を

担当する部署に配置された臨時職員に対する支払が最も多く、全体の 44.5％と

なっていた。

表 5 臨時職員が配属された部署別の賃金内訳（国土交通省分）

（単位：千円）

部署名 維持管理 受付事務 環境政策 建築指導 その他 計

（国庫補助事務費）（14,915） （8,649） （2,599） （1,106） （1,617）（28,888）
国庫補助金相当額 7,403 6,037 1,507 847 833 16,629

［構成比］ ［44.5％］［36.3％］ ［9.1％］ ［5.1％］ ［5.0％］

上記のとおり、国土交通省関係の公共事業を主に担当する各道県の建設部等の部

局には、道路の維持管理等必ずしも国土交通省の国庫補助事業を実施していない部

署もあり、これらの部署に配属された臨時職員に対しては、県の単独事業費を財源

とした支出科目から賃金を支払うべきであった。

� 他の国庫補助事業に係る支出科目からの賃金の支払

8道県は、14年度から 18年度までの間に、臨時職員が配属された部署が所掌す

る国庫補助事業とは異なる事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から賃金計

223,365,227円（国庫補助金相当額 105,886,333円）を支払っていた。

＜概 念 図 �＞

上記の事態を、道県別、所管別及び年度別に示すと表 6のとおりである。
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表 6 臨時職員が配属された部署が所掌する国庫補助事業とは異なる事業に係る国庫補助事務費等の支

出科目から賃金を支払っていたもの

（単位：千円）

道県名 所 管 平成 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 計

北海道 農林水産省 984 ― ― ― 251 1,235

青森県 国土交通省 226 ― 521 2,484 1,859 5,092

岩手県

農林水産省 1,911 2,188 3,364 5,682 6,812 19,960

国土交通省 ― ― ― 483 ― 483

計 1,911 2,188 3,364 6,166 6,812 20,443

福島県

農林水産省 992 1,739 287 229 86 3,335

国土交通省 3,325 1,531 2,146 2,460 2,792 12,256

計 4,317 3,271 2,434 2,690 2,879 15,591

長野県

農林水産省 14,278 3,577 3,227 3,366 748 25,197

国土交通省 322 412 35 12 66 849

計 14,600 3,989 3,262 3,378 815 26,046

岐阜県

農林水産省 997 1,823 292 144 153 3,411

国土交通省 1,041 2,078 2,061 1,908 1,228 8,317

計 2,038 3,902 2,354 2,052 1,381 11,729

愛知県

農林水産省 382 161 97 131 89 862

国土交通省 530 610 811 637 1,371 3,960

計 913 771 908 768 1,461 4,823

和歌山県 農林水産省 892 2,759 7,174 2,959 7,136 20,922

合計

農林水産省 （40,859）
20,438

（25,751）
12,249

（34,066）
14,443

（28,840）
12,513

（35,375）
15,279

（164,893）
74,925

国土交通省 （10,705）
5,446

（8,904）
4,631

（10,315）
5,577

（14,684）
7,985

（13,860）
7,318

（58,471）
30,960

計 （51,565）
25,885

（34,656）
16,881

（44,381）
20,021

（43,524）
20,499

（49,236）
22,598

（223,365）
105,886

（注） 金額は国庫補助金相当額である。ただし、「合計」欄の（ ）書きは、補助の対象とならない用途に

支出された国庫補助事務費等の額である。

上記の事態を所管省庁別にみると、多くは農林水産省の国庫補助事務費等に係る

ものとなっていた。そこで、農林水産省の国庫補助事務費等に係る賃金について、

臨時職員が配属された部署別にみると、表 7のとおり、公共事業（土地改良事業等）

以外に係る業務を主に担当する部署（以下「非公共事業担当部署」という。）である農

政課等が多く、全体の 72.7％を占めている。そして、非公共事業担当部署の臨時

職員に支払われた賃金の国庫補助金相当額 5447万余円のうち 4470万余円は、主に

公共事業を担当する部署（以下「公共事業担当部署」という。）に係る支出科目から支

払われていた。
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表 7 臨時職員が配属された部署別の賃金内訳（農林水産省分）

（単位：千円）

臨時職員が配属された部署

臨時職員が配属された部署が所掌する国庫補助事業とは異なる
事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から支払われた賃金

うち公共事業担当部
署に係る支出科目か
ら支払われた賃金

うち非公共事業担当
部署に係る支出科目
から支払われた賃金

非公共事業担当部署

（国庫補助事務費等） （121,623） （99,206） （22,417）

国庫補助金相当額 54,470 44,705 9,764

［構成比］ ［72.7％］

公共事業担当部署

（国庫補助事務費等） （43,270） （40,865） （2,404）

国庫補助金相当額 20,455 19,290 1,164

［構成比］ ［27.3％］

計
（国庫補助事務費等） （164,893） （140,072） （24,821）

国庫補助金相当額 74,925 63,996 10,929

国庫補助事務費等の額は、主に国庫補助事業ごとに事業費の額に応じて算出され

るため、事業費の大きな公共事業担当部署の方が国庫補助事務費等の賃金予算の配

分が多くなる。一方、非公共事業担当部署は、公共事業担当部署と比較すると事業

費が小さいため、国庫補助事務費等の賃金予算の配分も少ない。このため、賃金予

算が多く配分される公共事業担当部署の予算科目から、非公共事業担当部署に配置

された臨時職員の賃金を支払っていたと思料されるものが多く見受けられた。

前記�及び�の事態が生じた理由について、上記の道県は、臨時職員の配置の目的
を十分に認識しないまま賃金を支払ったこと、国庫補助事務費等の賃金を国庫補助事

業の目的どおりに使用することについての認識が十分でなかったことなどとしてい

る。

� 旅費の支払

職員の旅費の支払について検査したところ、12道府県すべてにおいて、14年度か

ら 18年度までの間に、計 495,822,457円（国庫補助金相当額 259,305,760円）を補助の

対象とならない用途に使用していた。
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＜概 念 図 �＞

上記の事態を、道府県別、所管別及び年度別に示すと表 8のとおりである。
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表 8 国庫補助事業の対象とならない用務で出張した職員に対する旅費の支払状況

（単位：千円）

道府県名 所管 平成 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 計

北海道

農林水産省 3,824 4,345 2,405 1,919 1,762 14,258
国土交通省 8,438 10,154 7,763 4,809 5,530 36,694

計 12,262 14,500 10,169 6,728 7,292 50,953

青森県

農林水産省 1,341 597 552 723 865 4,081
国土交通省 2,534 2,475 2,329 1,835 2,223 11,398

計 3,876 3,072 2,882 2,559 3,089 15,480

岩手県

農林水産省 1,901 1,679 1,671 1,650 1,120 8,023
国土交通省 3,833 3,607 3,186 2,069 1,840 14,537

計 5,734 5,287 4,858 3,720 2,960 22,561

福島県

農林水産省 1,191 2,107 2,447 3,397 1,809 10,951
国土交通省 1,527 1,393 875 782 453 5,032

計 2,718 3,500 3,322 4,179 2,262 15,983

栃木県

農林水産省 ― ― ― 112 157 270
国土交通省 18 60 212 1,933 1,667 3,893

計 18 60 212 2,046 1,825 4,163

群馬県

農林水産省 662 335 364 489 203 2,055
国土交通省 106 154 472 386 692 1,813

計 768 490 836 875 896 3,869

長野県

農林水産省 1,177 976 1,423 1,053 1,184 5,814
国土交通省 2,212 1,092 1,300 912 633 6,151

計 3,389 2,069 2,723 1,965 1,818 11,965

岐阜県

農林水産省 2,244 3,596 2,269 1,224 600 9,935
国土交通省 705 1,972 1,728 2,642 2,917 9,966

計 2,950 5,568 3,997 3,866 3,518 19,901

愛知県

農林水産省 2,808 3,140 2,813 2,624 1,789 13,176
国土交通省 6,485 7,606 7,848 10,171 10,499 42,610

計 9,293 10,746 10,661 12,796 12,289 55,787

京都府

農林水産省 1,674 1,197 1,925 1,975 1,665 8,439
国土交通省 2,695 4,370 6,088 11,049 8,790 32,994

計 4,370 5,568 8,014 13,024 10,456 41,434

和歌山県

農林水産省 ― ― 1,954 1,036 961 3,951
国土交通省 ― ― 2,601 1,889 976 5,467

計 ― ― 4,555 2,925 1,937 9,418

大分県

農林水産省 3 ― ― ― ― 3
国土交通省 2,551 966 1,750 1,993 521 7,782

計 2,555 966 1,750 1,993 521 7,786

合計

農林水産省 （35,460）
16,829

（36,899）
17,975

（ 37,256）
17,827

（ 36,938）
16,208

（28,377）
12,121

（174,932）
80,962

国土交通省 （57,574）
31,111

（59,978）
33,853

（ 63,012）
36,156

（ 72,802）
40,474

（67,522）
36,746

（320,889）
178,343

計 （93,034）
47,940

（96,877）
51,829

（100,269）
53,984

（109,741）
56,682

（95,899）
48,867

（495,822）
259,305

注� 金額は国庫補助金相当額である。ただし、「合計」欄の（ ）書きは、補助の対象とならない用途に支出された国

庫補助事務費等の額である。

注� 栃木県は平成 14年度から 16年度まで、和歌山県は 14、15両年度の旅行命令簿等の関係資料の全部又は一部
が廃棄されるなどしていたため、補助の対象とならない用途に支払われた旅費が特定できないものがあった。

また、上記の旅費について用務内容別に分類すると表 9のとおりである。
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表 9 旅費の用務内容別内訳表

（単位：千円）

用 務 内 容 農林水産省所管補助金等 国土交通省所管補助金等 計

�辞令交付、あいさつ回り、人事
異動に伴う事務引継等通常業務

11,315
［ 14.0％］

11,392
［ 6.4％］

22,708
［ 8.8％］

�道府県単独事業に係るしゅん功
検査、用地交渉等

3,486
［ 4.3％］

25,854
［ 14.5％］

29,340
［ 11.3％］

�道府県のイベント事業（フェス
ティバル等）等への参加

8,541
［ 10.5％］

6,530
［ 3.7％］

15,072
［ 5.8％］

�起工式、開通式等記念式典の出
席

2,500
［ 3.1％］

3,156
［ 1.8％］

5,656
［ 2.2％］

�部長等の管内視察及びその随行 1,100
［ 1.4％］

3,570
［ 2.0％］

4,670
［ 1.8％］

�各種協議会・期成同盟会等任意
団体の総会、決起集会の参加

6,070
［ 7.5％］

32,528
［ 18.2％］

38,599
［ 14.9％］

�新採用職員研修等国庫補助事業
に関係しない研修等への出席

14,110
［ 17.4％］

17,602
［ 9.9％］

31,713
［ 12.2％］

	外部団体が主催するセミナー、
シンポジウム等のうち国庫補助
事業の実施に直接関係しない研
修等への出席

28,092
［ 34.7％］

62,574
［ 35.1％］

90,667
［ 35.0％］


その他国庫補助事業と直接の関
連性が認められない出張

5,742
［ 7.1％］

15,133
［ 8.5％］

20,876
［ 8.1％］

計 （174,932）
80,962

（320,889）
178,343

（495,822）
259,305

注� 金額は国庫補助金相当額である。ただし、「計」欄の（ ）書きは、補助の対象とならない用途に

支出された国庫補助事務費等の額である。また［ ］書きは全体に占める構成比である。

注� 	の集計に当たっては、国庫補助事業の実施に直接必要と認められる技術研修等は除いてい
る。

このような事態が生じた理由について、前記の道府県は、国庫補助事務費等で執行

できる旅費の範囲を拡大して解釈していたこと、出張の用務内容を正確に把握しない

まま旅費を支払ったこと、国庫補助事務費等の旅費について目的どおりに使用するこ

との認識が十分でなかったことなどとしている。

� 内部調査により不適正な経理処理が明らかになった県等の状況

ア 新たな内部調査により明らかになった不適正な経理処理と国庫補助金等との関連

19年 5月以降、20年 5月末までの間に行われた内部調査によって新たに不適正な経

理処理が明らかになった 3県市を対象として、内部調査の実施状況や不適正な経理処理

の具体的な内容、不適正な経理処理と国庫補助金等との関連について検査したところ、

以下のような状況となっていた。

� 宮崎県

a 県による調査の実施

宮崎県は、19年 1月に、知事が就任あいさつで、県庁に裏金はないかと発言し

て、その後、同年 5月に、 1出先機関において、物品調達や金銭の取扱いに関する

不適正な経理処理が行われている事態が判明したことを受けて、同月に、不適正な

経理処理の徹底的な実態解明等に関する調査に着手して、同年 9月に調査結果を公

表した。
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その後、県は、調査結果に係る再発防止策を推進していく中で、その徹底を図る

ためには、不適正な経理処理の実態をより明確にする必要があるとの認識に基づい

て、更に調査結果の精査を行った。

b 不適正な経理処理の内容等（県の調査結果の概要）

県の調査結果によれば、資金のねん出等は次のような手法等により行われた。

� 「預け」
物品の納品なしに代金名目で一定額を納入業者に支払い、後の物品購入等の代

金として、納入業者に管理させていたもの（前掲�イ�aの不適正な経理処理の

態様の「�預け金」と同様の事態）
� 「書き換え」
消耗品等の発注を行い、その支払った金額で発注と異なる物品等を購入したも

の（同「�差替え」と同様の事態）
� 「不適正な現金等」
部署内に保管されている預金通帳や現金又は金券等のうち、公金としての収入

手続を怠るなど不適正な経理処理に起因するもの、その他目的・性格が不明瞭な

もの

このうち、「預け」は、292部署のうち 56部署において行われていて、表 10― 1の

とおり、その総額は、14年度期首残高 5582万余円、14年度から 19年度までの発

生額 2億 1535万余円、計 2億 7118万余円とされている。

また、「書き換え」は、35部署において行われていて、表 10― 2のとおり、その総

額は 5326万余円（14年度から 19年度まで）とされており、「不適正な現金等」は、

13部署が関係していて、表 10― 3のとおり、総額 408万余円（14年度から 19年度

まで）あったとされている。

表 10― 1「預け」の推移（56部署）
（単位：千円）

年度

区分
平成
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計 「預け」の総額

期首残高 55,829 70,483 61,110 44,824 30,391 5,721 太枠計

271,186発 生 額 63,152 42,309 54,342 42,198 13,000 354 215,357

使 用 額 48,498 51,682 70,628 56,631 37,670 506 265,617

期末残高 70,483 61,110 44,824 30,391 5,721 5,569

注� 上記の計数については、県による調査結果の精査後の内容によっている。

注� 平成 14年度の発生額 6315万余円には、13年度出納閉鎖期間分が一部含まれて
いる。
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表 10― 2「書き換え」の推移（35部署）
（単位：千円）

年度

区分
平成
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計

書き換え額 5,778 6,218 12,463 13,584 14,991 230 53,266

（注） 平成 14年度の書き換え額 577万余円には、13年度出納閉鎖期間分が一部含まれ
ている。

表 10― 3「不適正な現金等」の推移（13部署）
（単位：千円）

年度

区分
平成
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 計

「不適正な現
金等」の総額

期首残高 2,512 2,511 2,220 2,187 2,025 1,910 太枠計

4,081発 生 額 424 248 219 325 336 14 1,569

使 用 額 425 539 252 487 451 3 2,159

期末残高 2,511 2,220 2,187 2,025 1,910 1,921

これら�から�までの手法等でねん出等された資金の使途については、事務用品
ぼく

等が中心であり、そのほとんどが公的使用と確認されているが、中には職場の親睦

会等で負担すべき内容のものなど不適切な支出と認められるものもあったとされて

いる。ただし、個人的使用はなかったとされている。

c 不適正な経理処理と国庫補助金等との関連

上記の県の調査結果では、不適正な経理処理と国庫補助金等との関連については

明らかにされていないことから、これについて会計実地検査を行ったところ、次の

ような状況となっていた。

� 「預け」と国庫補助金等との関連
� 国庫補助金等との関連の有無が確認できたもの

「預け」が行われていた 56部署のうち、33部署における「預け」の中には、公

共事業に係る国庫補助事務費等を中心とした国庫補助事業に係る支出が含まれ

ており、これについて支出命令書等の書類に基づいて検査したところ、表 11

のとおり、国庫補助事業に係る支出に相当する額（以下「国庫補助対象相当額」

という。）は計 1億 0364万余円（13年度から 18年度まで）、これに係る国庫補

助金等相当額は計 5197万余円（同）となっていた。
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表11 「預け」に関する国庫補助金等相当額の所管別・年度別分類
（単位：千円）

所 管 区 分
年 度

計
平成 13 14 15 16 17 18

厚生労働省
国庫補助対象相当額 ― 75 348 287 249 ― 961

国庫補助金等相当額 ― 39 189 145 118 ― 493

農林水産省
国庫補助対象相当額 ― 36,237 14,536 26,610 9,915 301 87,601

国庫補助金等相当額 ― 16,624 7,460 13,795 5,236 104 43,221

国土交通省
国庫補助対象相当額 ― 3,659 3,049 4,727 2,633 662 14,732

国庫補助金等相当額 ― 1,760 1,601 2,717 1,576 424 8,080

文部科学省
国庫補助対象相当額 4 97 28 121 ― ― 251

国庫補助金等相当額 2 48 14 60 ― ― 125

環 境 省
国庫補助対象相当額 ― 9 13 12 10 ― 45

国庫補助金等相当額 ― 2 4 4 4 ― 15

防 衛 省
国庫補助対象相当額 ― 25 30 ― ― ― 56

国庫補助金等相当額 ― 20 23 ― ― ― 43

計
国庫補助対象相当額 4 40,103 17,977 31,760 12,798 964 103,648

国庫補助金等相当額 2 18,496 9,269 16,722 6,931 529 51,979

� 国庫補助金等との関連の有無が確認できなかったもの

56部署のうち 33部署（28部署は上記の�と重複）の 13年度以前に行われた

「預け」については、会計書類等が保存期限（ 5年）の経過により既に廃棄されて

いたことなどから、国庫補助金等との関連の有無は確認できなかった。

しかし、この 33部署のうち 31部署に対して、18年度における国庫補助金

等が配賦されていた。このため、13年度以前に行われた「預け」についても、

国庫補助金等との関連の可能性が皆無とはいえない状況である。

� 「書き換え」と国庫補助金等との関連
「書き換え」が行われていた 35部署について、�の「預け」と同様の方法により
国庫補助金等との関連を検査したところ、このうち、29部署において、国庫補

助対象相当額が 893万余円、これに係る国庫補助金等相当額が計 462万余円含ま

れていた。

これを所管別及び年度別に示すと、表 12のとおりである。
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表12 「書き換え」に関する国庫補助金等相当額の所管別・年度別分類
（単位：千円）

所 管 区 分
年 度

計
平成 14 15 16 17 18 19

厚生労働省
国庫補助対象相当額 ― ― 18 149 ― ― 168

国庫補助金等相当額 ― ― 18 87 ― ― 105

農林水産省
国庫補助対象相当額 49 24 2,134 2,865 2,245 61 7,381

国庫補助金等相当額 33 12 1,000 1,457 1,206 35 3,745

国土交通省
国庫補助対象相当額 ― 256 183 416 513 ― 1,370

国庫補助金等相当額 ― 147 93 231 283 ― 756

環 境 省
国庫補助対象相当額 ― ― ― 0 ― ― 0

国庫補助金等相当額 ― ― ― 0 ― ― 0

防 衛 省
国庫補助対象相当額 ― ― ― 10 5 ― 16

国庫補助金等相当額 ― ― ― 7 4 ― 12

計
国庫補助対象相当額 49 281 2,337 3,442 2,764 61 8,936

国庫補助金等相当額 33 159 1,112 1,784 1,494 35 4,620

� 「不適正な現金等」と国庫補助金等との関連
「不適正な現金等」があった 13部署のうち、 7部署の 259万余円については、

農産物の売却代金等を県の収入とせずに保管していたものなどであり、国庫補助

金等との関連がないことを確認した。

また、 7部署（ 1部署は上記 7部署と重複）の 148万余円については、発生原因

の不明な現金が金庫に保管されていたものなどであり、事実関係を裏付ける関係

書類がないことなどから、国庫補助金等との関連の有無は確認できなかった。

d 事態の発生原因

上記のように、不適正な経理処理により資金がねん出されるなどしていた背景と

しては、県の調査報告書によれば、職員の意識の中に公金意識や法令遵守意識が欠

如していたこと、物品の調達・管理システムが十分に機能していなかったこと、予

算の執行管理が適正に行われていなかったことなどを挙げている。

このほか、不適正な経理処理の対象となった公金の中に国庫補助金等が含まれて

いた部署においては、国庫補助事業に係る適正な経理についての認識が十分でな

かったことなども要因と考えられる。

e 返還及び再発防止策の策定

� 返還

県は、「預け」及び「書き換え」について、その使途が公的な使用と認められた分

のそれぞれ 85％相当額を控除した額に利子相当額、外部調査委員会等の費用を

加えるなどした額の計 7611万余円を、関係者並びに職員及び退職職員から県に

返還させることとしており、19年 12月現在で、全額を県に返還させていた。ま

た、「不適正な現金等」についても、現在残高のうち県費以外を財源としているも

のを除いた額及び不適切な支出を行っている額の計 203万余円を県に返還させる
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ことなどとして、19年 12月には全額を県に返還させていた。

そして、「預け」及び「書き換え」の中に含まれていた国庫補助金等相当額の国庫

への返還等については、20年 9月末現在、13万余円が国庫に返還されていた

が、それ以外は関係省庁と協議中である。

� 再発防止策の策定

県は、19年 9月以降に、�職員のコンプライアンスの徹底、�物品調達シス
テムの改善、�迅速な予算執行への対応、�監査等の充実・強化、�内部通報制
度の充実などを内容とする再発防止策を策定して、逐次実施している。

� 名古屋市

a 市による調査の実施

名古屋市は、19年 9月に、裏金の存在を示唆する情報があったことから、翌月

に、不適正な会計処理による現金等の保管の有無等について、全庁的な調査に着手

して、その結果を同年 12月に公表した。

b 不適正な経理処理の内容等（市の調査結果の概要）

市の調査結果によれば、本庁 1局及び 7区役所（ 8部署）において、臨時的任用職

員の賃金の水増し請求・同架空請求や選挙関係委託料の水増し請求等の不適正な経

理処理により資金がねん出されており、表 13のとおり、その総額は、内部調査時

の保管額 2718万余円、出金総額 7419万余円（10年度から 19年度まで）、計 1億

0138万余円とされている。

表 13 不適正な経理処理に係る資金の額

（単位：千円）

区 分 内部調査時現在の保管額 平成 10年度～19年度の出金総額 計

不適正な経理処理の額 27,187 74,197 101,384

そして、上記の 8部署における不適正な経理処理に係る資金の使途は、臨時職員

の賃金、備品及び消耗品の購入、慶弔費、交通費、残業時の食事代、懇親会等の飲

食経費等とされている。

c 不適正な経理処理と国庫補助金等との関連

上記の市の調査結果では、不適正な経理処理と国庫補助金等との関連については

明らかにされていないが、内部調査後、一部（下記�のうち選挙の事務に関する分）
については、市でもその把握に着手していたことから、これを含めて会計実地検査

を行ったところ、次のような状況となっていた。

� 国庫補助金等との関連の有無が確認できたもの

前記 8部署のうち、 5部署は、総務省から委託される国会議員の選挙に関する

事務、総務省及び経済産業省から委託される統計調査に関する事務、厚生労働省

の国庫補助事業である児童手当等の事務及び保健事業費の事務を実施していた。

そして、これら事務の実施に当たり、 5部署は、役務契約に係る請負業者への支

払金額を水増しして請求したり、臨時職員の賃金の架空請求等を行ったりして資

金をねん出して、臨時職員への賃金、備品及び消耗品の購入、残業時の食事代、

懇親会等の飲食経費等として費消していた。

上記の事態に関して、業者への実際の支払金額及び臨時職員の実際の勤務状況

第
4
章

第
4
節

特
定
検
査
対
象
に
関
す
る
検
査
状
況

第
3

― 1201―



に係る資料や会計書類等に基づいて検査したところ、表 14のとおり、 5部署に

おいて、不適正な経理処理が行われた 445万余円（13年度から 18年度まで）のう

ちに、国庫補助対象相当額 440万余円、これに係る国庫補助金等相当額 393万余

円が含まれていた。

表 14 国庫補助金等相当額の所管別・年度別分類

（単位：千円）

所 管 区 分
年 度

計
平成 13 14 15 16 17 18

総 務 省
国庫補助対象相当額 373 ― 1,339 1,283 430 ― 3,426

国庫補助金等相当額 373 ― 1,339 1,283 430 ― 3,426

厚生労働省
国庫補助対象相当額 ― 212 85 ― 397 265 962

国庫補助金等相当額 ― 182 84 ― 132 88 487

経済産業省
国庫補助対象相当額 ― ― ― 15 ― ― 15

国庫補助金等相当額 ― ― ― 15 ― ― 15

計
国庫補助対象相当額 373 212 1,424 1,299 827 265 4,404

国庫補助金等相当額 373 182 1,423 1,299 562 88 3,930

� 国庫補助金等との関連の有無が確認できなかったもの

上記�の分を除く 8部署の不適正な経理処理については、13年度以前に行わ

れるなどしており、これらについては、会計書類等が保存期限（ 5年）の経過によ

り既に廃棄されていたことなどから、国庫補助金等との関連の有無は確認できな

かった。

しかし、この 8部署のうちの 7部署に対して、18年度における国庫補助金等

が配賦されていた。このため、13年度以前に行われた経理処理についても、国

庫補助金等との関連の可能性が皆無とはいえない状況である。

d 事態の発生原因

上記のように、不適正な経理処理により資金がねん出されるなどしていた背景と

しては、市の調査報告書によれば、職員の公金意識が欠如していたこと、円滑な職

務遂行を理由に、会計法規等を軽視、逸脱して、公務員としての倫理意識が欠如し

ていたこと、臨時的任用職員の雇用制度について、正規の手続を理解することな

く、安易に前例踏襲していたことなどを挙げている。

また、不適正な経理処理の対象となった公金の中に国庫補助金等が含まれていた

部署においては、国庫補助事業等に係る適正な経理についての認識が十分でなかっ

たことなども考えられる。

e 返還及び再発防止策の策定

� 返還

市は、不適正な経理処理によりねん出されるなどした額から公務に実際に役

立っていることなど公的な支出と認められる額を控除した額に利子相当額を加え

た額 1億 8145万余円を職員及び退職職員から市に返還させることとしており、

20年 5月末日現在で全額を市に返還させていた。
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また、不適正な経理処理の中に含まれていた国庫補助金等相当額の国庫への返

還等については、20年 9月末現在、関係省庁と協議中である。

� 再発防止策の策定

市は、20年 3月に、�コンプライアンスに関する内部統制の再構築、�職員
の意識改革、�行政システムの改革・改善を内容とする再発防止策を策定して、
逐次実施している。

� 山形県

山形県は、18年 11月に、不適正な会計処理による公金保管が行われていないかな

どの視点から、内部調査に着手して、19年 6月に調査結果を公表した。その調査結

果によれば、�旅費の架空請求や賃金の過大請求等のほか、�発注した物品等の納入
がないままに支払手続を行い、その公金を業者に管理させる預け金の不適正な経理処

理により資金がねん出されており、これらの保管金の残額は、表 15のとおり、508

万余円とされている。

表 15 不適正な経理処理による保管金の額

（単位：千円）

区 分 当 初 額 平成 11年度から 15
年度の追加預入額

18年 度 ま
での費消額 保管金残高

� 旅費の架空請求等による不適正な保管金 不明 不明 不明 3,726

� 預け金（原資が預け金であったものを含む） 3,122 3,583 5,347 1,357

計 5,084

そして、不適正な経理処理によりねん出された資金は、各部署の祝儀酒代等の交際

費、来客の昼食代等の接待費、懇親会費、備品購入費、公務用途等で費消されたとし

ている。

本院が、これらの資金と国庫補助金等との関連について、内部調査の結果を裏付け

る関係資料等の提出を求めて確認するなどして検査した範囲においては、これらの中

には、国庫補助事業に係る支出額 118万余円（13年度から 15年度まで）が含まれてお

り、国庫補助金等相当額は、総務省所管分 38万余円（13、15両年度）、厚生労働省所

管分 23万余円（14、15両年度）、農林水産省所管分 2万余円（14年度）、計 63万余円

となっていた。

これらの国庫補助金等相当額については、20年 5月に総務省所管の 14万余円（15

年度）が国庫へ返還されたが、それ以外は同年 9月末現在、関係省庁と協議中であ

る。

イ 19年次に会計実地検査を行った 5府県のその後の状況

本院が、19年次に会計実地検査を行い、平成 18年度決算検査報告に不適正な経理処

理と国庫補助金等との関連を掲記した 5府県（大阪府、岐阜、鳥取、佐賀、長崎各県）の

20年 9月末現在における補助金等の返還状況及び再発防止策の実施状況について、関

係資料等の提出を求めて確認したところ、表 16のような状況となっていた。
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表 16 5府県における国庫補助金等の返還状況等及び再発防止策の実施状況
（平成 20年 9月末現在）

府県名 国庫補助金等の状況 再発防止策 再発防止策の実施状況

大阪府 3,887千円 国に返還済
（一部は国庫補助金等との関連不明）

�綱紀保持基本指針の遵守等
�職員の意識改革
�会計事務に係る点検・検査の
充実

など

�綱紀保持基本指針を改正し
て、公金の管理や会計事務処
理の適正確保、不正を知った
時の適正な対応等を周知

�コンプライアンス職場研修、
匿名による内部通報制度の確
立

�会計局による金庫内の抜き打
ち点検の実施

など

岐阜県 （大半が国庫補助金等との関連不明） �徹底した情報公開と県民監視
体制の構築

�職員倫理確立に向けた行動指
針の策定

�会計事務のチェック機能等に
関する総点検

など

�すべての支出情報をインター
ネットで公開。また、監査の
強化充実のための取組を示し
た監査改革指針を決定

�職員のモラル等を示した職員
倫理憲章に基づく実行計画の
策定と取組を実施

�出納審査における事実確認等
の実施

など

鳥取県 （一部は国庫補助金等との関連不明） �県職員への職務専念義務の徹
底

�公費、物品の適切な取扱い
�不適切な事務への従事の禁止
など

���通知を発して、周知徹底
�公金及び公金外の経理状況に
ついて、現状の再点検を実施

など

佐賀県 関係省庁と協議中
（一部は国庫補助金等との関連不明）

�公的通帳管理のルール化
�事務処理の適正化
�「預け」防止対策
�適切な予算措置及び財務制度
の見直し

など

�公的通帳管理要綱の策定
�事務処理の適正化について徹
底させる通知文書を庁内各部
局に対して発出

�県内の消耗品取扱業者に対し
て、不適正経理を県職員から
依頼された際の通報依頼文書
を発出して、業者との協力体
制を確立

�財務規則の一部改正
など

長崎県 43,044千円 国に返還済
（一部は国庫補助金等との関連不明）

�物品調達システムの見直し
�事務費に係る予算措置の見直
し

�建設事務費の取扱いについて
の見直し

�監査等の充実・強化
�再発防止のための意識改革
など

�「物品取扱業者への対応に関
する指針」等の策定

�事務費節減額を翌年度の事業
費として活用できる予算要求
の仕組みを導入

�執行管理のシステム化
�監査委員及び事務局監査、出
納局指導検査の充実・強化

�公金意識の醸成を促す体験研
修等の充実・強化

など

4 本院の所見

� 検査の状況の概要

一部の府県において、長年にわたり不適正な経理処理による資金のねん出が行われてい

た事態が明らかになったことを受けて、本院は、昨年次の検査において、自ら内部調査を

行い不適正経理があったことを明らかにしている府県を対象として、不適正経理と国庫補

助金等との関連について検査した。そして、その検査の結果及び地方公共団体における予

算執行の透明性が一層強く求められている昨今の状況を踏まえて、本年次は、内部調査を

実施していない道県も含めて、引き続き、都道府県等における国庫補助事業に係る事務費

等の経理の状況等について検査したところ、次のような事態が見受けられた。

� 農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事務費等が支出される科目から支払われた

需用費、賃金及び旅費については、検査した 12道府県すべてにおいて、検査対象とし

た直近の年度まで、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需

用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金又は旅費を支払ったりしている遺
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憾な事態が判明した。

� また、 3県市が自ら行った内部調査により明らかとされた不適正経理については、そ

の対象となった公金の中に国庫補助金等が含まれていた。

そして、このような事態が長期にわたって行われてきた原因としては、道府県等におい

て、会計経理の業務に携わる者の会計法令等の遵守及び公金の取扱いの重要性に対する認

識が欠如していたことなどとともに、物品の購入等に係る会計事務手続について内部牽制

がほとんど機能していなかったことも原因と考えられる。

道府県等における前記の各事態は、会計法令に抵触した不適正な経理処理が行われてい

たというだけでなく、地方公共団体における会計事務手続について内部牽制が有効に機能

していないことを示すものであり、ひいては公金の使用に対する国民の信頼を損なう事態

であると考えられる。

� 所見

ついては、道府県市及び関係省庁において、以下のような措置を講ずるとともに、国庫

補助事業に係る事務費等が、国民の税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであるこ

とに留意して、これが交付されている都道府県等の会計経理の適正化及び規律の確保に努

めるなど、その透明性の向上を図ることが重要である。

ア 前記の事態が明らかとなった各道府県市においては、不適正な事態に係る国庫補助金

等相当額について速やかに返還等の所要の措置を執るとともに、今回の本院の検査によ

り明らかとなった事態を重く受け止めて、予算執行の適正化、会計事務手続に係る内部

牽制機能の充実強化を図るなどの再発防止策を推進すること

イ 国庫補助金等を交付している関係省庁においては、不適正な事態の対象となった国庫

補助金等相当額について速やかに返還の措置等を執るとともに、都道府県等に対して、

国庫補助事業に係る事務費等の経理の適正化について引き続き指導の徹底を図ること

また、財政当局においても、引き続き、補助金等に係る予算執行の適正化に留意するこ

とが望まれる。

本院は、国庫補助事務費等の経理について、本年、会計実地検査を実施したすべての道府

県において不適正な会計経理が行われていたことを踏まえて、その他の県等についても既に

検査に着手しており、引き続き会計実地検査を順次実施していくこととする。
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第 4 国鉄清算業務に係る財務について

検 査 対 象 国土交通本省、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

会 計 名 特例業務勘定

業 務 の 概 要 日本国有鉄道の職員であった者等に係る年金の給付に要する費用等の

支払、及びその支払の資金に充てるために日本国有鉄道から承継した

土地、株式等の資産の処分を行うなどの業務

平成 19年度末
の利益剰余金の
額

1兆 3441億円（うち積立金の額 8420億円）

1 特例業務の概要

� 特例業務の経緯

日本国有鉄道（以下「国鉄」という。）は、昭和 62年 4月に日本国有鉄道改革法（昭和 61年

法律第 87号）に基づき、旅客会社 6社、貨物会社 1社（以下「JR各社」という。）等に分割さ

れて、その際に JR各社等に承継されない資産の処分及び債務等の処理並びに国鉄職員の

再就職促進に関する業務等は、日本国有鉄道清算事業団（以下「清算事業団」という。）にお

いて行われることとなった。

これにより、清算事業団が、国鉄の長期借入金及び鉄道債券に係る債務等（以下「長期債

務」という。）19兆 8629億円の償還と国鉄の職員であった者等に係る共済年金追加費用
（注 1）

等

の将来費用（以下「年金の給付に要する費用」という。）5兆 6622億円計 25兆 5251億円の支

払を行うこととなった。

そして、「日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等に関する基本方針について」（昭和 63

年 1月 26日閣議決定）によって、長期債務の償還及び年金の給付に要する費用の支払に当

たっては、清算事業団に帰属した土地及び JR各社の株式を処分するなどしてこれらに充

てることとされて、資産処分によってもなお残る清算事業団債務等については、最終的に

国において処理するものとされた。長期債務及び年金の給付に要する費用の残高は、61

年末から平成 3年ごろまでのいわゆるバブル経済期における地価高騰時に「緊急土地対策

要綱」（昭和 62年 10月 16日閣議決定）により土地売却の凍結が行われたこと、 4年のいわゆ

るバブル経済崩壊後の土地、株式市況の低迷等により償還等の財源である土地等の資産処

分収入が伸び悩んだことなどから、多額の金利負担が生ずるなどして増加して、10年 10

月の清算事業団解散時には 28兆 2963億円となった。

このような事態に対処するため、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

（平成 10年法律第 136号。以下「処理法」という。）が制定されて、これにより清算事業団は解

散して、日本鉄道建設公団（以下「公団」という。）に清算事業団の資産を承継するととも

に、年金の給付に要する費用及び厚生年金移換金
（注 2）

の支払等の業務を特例業務として、日本

鉄道建設公団国鉄清算事業本部が行うこととなった。そして、処理法の施行に伴い、清算

事業団が負担していた債務 28兆 2963億円のうち 24兆 1628億円については、国の一般会

計が有利子債務 16兆 0301億円を承継して、残りの無利子債務 8兆 1327億円について

は、その返済は免除された。この承継した有利子債務 16兆 0301億円と、昭和 61年度か
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ら平成 9年度までの間に国の一般会計が承継した国鉄等の債務 9兆 0005億円に係る残高

7兆 9865億円とを合わせた 24兆 0166億円については、国が 60年で全額現金償還すると

いう、いわゆる 60年償還ルールで償還されることになった。また、年金の給付に要する

費用等 4兆 1087億円のうち JR各社等が負担する分を除く 3兆 9317億円については公団

が負担することとなった。

さらに、公団は、特殊法人改革に伴い 15年 10月に解散して、旧運輸施設整備事業団と

統合して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）となり、

特例業務については、公団と同様に機構内に国鉄清算事業本部（以下「事業本部」という。

20年 4月 1日以降は、国鉄清算事業管理部等。）を設置して、機構の他の業務と区分して

行っている。

特例業務の主な内容は、機構が負担することとされた年金の給付に要する費用等の支払

を行うこと、年金の給付に要する費用等の支払等の資金に充てるために土地や JR各社の

株式等の資産処分を行うことである。15年 10月の機構発足時における年金の給付に要す

る費用等の見込額の内訳は、引当金として計上されている共済年金追加費用等 3兆 7029

億円及び業務災害補償費 511億円、長期未払費用として計上されている厚生年金移換金

1718億円と事業本部の運営のための管理費等となっていた。一方、その支払のための財

源としては、土地（15年 10月の時価評価額 1424億円）及び JR各社の株式（同 1兆 2632億

円）の売却収入、助成勘定長期貸付金
（注 3）
（15年 10月の元本残高 1兆 8864億円）の元利償還収

入等のほか、国の一般会計からの国庫補助金を充てることとなっていた。この国庫補助金

は、特例業務の確実かつ円滑な実施を図るために、10年度以降 18年度までの間に累積で

5525億円が交付されている。

なお、年金の給付については、 9年に日本電信電話公社、日本専売公社及び日本国有鉄

道の旧 3公社の共済年金が厚生年金に統合された後は、日本鉄道共済組合
（注 4）

が一部直接支給

するものを除き、厚生年金から年金の給付がなされるようになり、日本鉄道共済組合が厚

生年金へその費用として共済年金追加費用を納付している。そして、機構は、この日本鉄

道共済組合が直接支給している年金や共済年金追加費用の大半を負担している（図 1参

照）。

（注 1） 共済年金追加費用 公共企業体職員等共済組合法（昭和 31年法律第 134号）施行に伴い、

恩給等の各種の旧年金制度は共済年金制度に統合されたが、その際に恩給等の加入

期間も共済年金の対象とされたため、国鉄が追加的に負担することとなった年金給

付の費用である。

（注 2） 厚生年金移換金 平成 9年 4月に鉄道共済年金が厚生年金に統合された際に、厚生年

金に対して負担することとなった統合期間（昭和 31年 7月から平成 9年 3月まで）

に対応する積立金相当額のことであり、日本鉄道共済組合の積立金を充てることと

されて、不足分は事業主（清算事業団（現在の機構）、JR各社等）の負担とされた。

その時点での厚生年金移換金総額 1兆 2083億円に対して、日本鉄道共済組合の積

立金 2705億円を充てて、不足額 9377億円のうち 7694億円については清算事業団

の負担とされて、1682億円については JR各社等の負担とされた。その後、処理法

により分担が変更された結果、不足額 9377億円のうち 5924億円については清算事

業団の負担とされて、3452億円については JR各社等の負担とされた。
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（注 3） 助成勘定長期貸付金 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律（平成 3年法律

第 45号）第 1条及び第 2条に基づき、新幹線鉄道保有機構（以下「保有機構」という。）

が東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社の

3社に対して譲渡した新幹線鉄道施設の譲渡代金約 9.2兆円のうち、清算事業団（現

在の特例業務勘定）が負担することとされた年金の給付に要する費用に充てるため

に保有機構（現在の助成勘定）が清算事業団（現在の特例業務勘定）に対して負った約

1.9兆円に相当する額

（注 4） 日本鉄道共済組合 昭和 23年 7月に国鉄共済組合として発足し、62年の国鉄分割民

営化に伴って日本鉄道共済組合となった。平成 9年 4月における鉄道共済年金の厚

生年金への統合後は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成 8年法律第 82

号）に基づく存続組合として、厚生年金に統合されなかった昭和 31年 6月以前の加

入期間を基礎とする年金の給付業務を行っている。

図 1 年金に関する資金の流れ（平成 19年度決算ベース）

� 特例業務勘定の概要

機構は、処理法第 27条第 1項の規定により、上記の特例業務に係る経理については、

他の経理と区分して特例業務勘定を設けて整理している。

そして、共済年金追加費用、厚生年金移換金負担金、業務災害補償費
（注 5）

等の費用等につい

ては、処理法第 13条の規定により、土地売却収入、JR各社の株式売却収入、国庫補助金

収入、助成勘定長期貸付金に係る元利償還等の収入をその支払財源とすることとしてい

る。

上記の費用のうち、共済年金追加費用については、その将来の給付負担に備えるために

共済年金追加費用引当金（以下「年金引当金」という。）を計上していて、これは特例業務勘

定の負債のほとんどを占めている。その額は、19年度末についてみると、年金数理上適

当と思われる死亡率や失権率等の基礎率に基づき支払が 74年度まで続くとして、昭和 31

年度以降の物価上昇率の平均値である 2.6％を用いて、平成 20年度から 74年度までの名

目支払見込総額を算出して、それを 10年国債の直近 5年の平均利率である 1.5％で割り

引いて算出している。
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一方、支払財源のうち助成勘定長期貸付金は、機構の助成勘定に対する貸付金であり、

助成勘定の償還原資は、基本的に東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西

日本旅客株式会社（以下 3社を合わせて「JR本州 3社」という。）からの東海道、山陽、東北

及び上越の 4新幹線鉄道施設に係る譲渡代金のうち約 1.9兆円に相当する部分の割賦債権

の元利金償還収入である。

（注 5） 業務災害補償費 国鉄は国と同様に労働者災害補償保険の対象外とされたことから、

業務中にり
�

災した職員に対しては、国鉄が直接補償を行っていた。国鉄分割民営化

以降は、国鉄の権利義務を承継した清算事業団が国鉄の傷病年金等の支払を行うこ

ととなり、平成 10年 10月の同事業団解散後は公団が、さらに 15年 10月の公団解

散後は、機構が負担することとなった。20年度以降の支払額は総額で約 397億円と

推計され、約 30年間にわたり発生するものと見込まれている。

� 機構の積立金の処理について

独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）第 44条によれば、

損益計算を行った後に残余がある場合には、積立金として整理して、積立金の処分につい

ては、個別法で定めることと規定している。

なお、独立行政法人会計基準（19年 11月改訂。独立行政法人会計基準研究会等）によれば、

利益剰余金は、通則法第 44条第 1項に基づく積立金、当期未処分利益等に区分され、損

失が発生して積立金を減額整理することなどがなければ、当期未処分利益が翌期の積立金

に加算される。

そして、機構の特例業務勘定以外の勘定における積立金の処分については、独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14年法律第 180号）第 18条の規定により、通則

法第 30条に基づく中期計画終了後に、通則法第 29条に基づく中期目標の次の期間におけ

る業務の財源に充てることなどができることとされており、業務の財源に充てるなどして

もなお残余がある場合には国庫に納付しなければならないこととされている。

一方、特例業務勘定に関しては、処理法第 27条の規定により損益計算後の残余の全額

を積立金として整理することとされており、国庫納付の規定はない。これは国土交通省の

説明によると、現時点の物価上昇率、死亡率や失権率等の基礎率に基づいて算出される年

金引当金は計上しているものの、現役世代がおらず保険料収入が見込めない中で今後 50

年以上の長期間にわたる年金等の支払額が変動する場合等を考慮しつつ支払に備えるべき

ものであり、ある時点で剰余金が発生したとしても、他の用途に充てるべきものではない

からであるとのことである。

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

機構は 15年 10月に独立行政法人化して以来 20年 3月で 4年 6か月を経過して、第 1期

の中期計画が終了して 20年度から 24年度までの第 2期の中期計画期間に入っているが、国

鉄から承継した土地 9,238haのうち 7,979ha（承継した分の 86％）を清算事業団が、956ha（同

10％）を公団がそれぞれ処分している。そして、機構は、公団から 303haを承継して 20年

4月 1日現在 96ha（同 1％）を残して処分を完了した。また、JR各社の株式については、北

海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株

式会社（以下 4社を合わせて「JR 4社」という。）を除く JR本州 3社の株式の処分が完了し

た。このように、将来費用に充てるための処分用資産の処分もほぼ完了したことから、今後
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は、主として資金の運用収入と助成勘定長期貸付金の元利償還収入によって、年金支払等の

将来費用を賄っていくこととなる。一方、特例業務勘定は、利益剰余金が 18年度末の 8420

億円から 5021億円増加して 19年度末には 1兆 3441億円となった。

また、これまでに、国鉄の債務処理のために、国の一般会計が承継して償還することと

なった債務は 24兆 0166億円、一般会計から交付された国庫補助金は 5525億円となってい

る。

そこで、本院は、有効性等の観点から、土地や JR各社の株式を処分するなどして得た資

金について、国鉄の債務処理のため、国の一般会計が承継して償還することとなった多額の

債務等にかんがみ、国庫に納付する余裕資金はないかなどに着眼して、国土交通本省及び機

構において、特例業務勘定の財務状況の推移等について会計実地検査を実施した。そして、

機構においては、財務状況の推移の理由等について、また、国土交通本省においては、特例

業務勘定の長期収支見込みや処理法第 27条による積立金の処理に対する考え方等につい

て、見解を徴したり、関係資料の提出を受けたりするなどして検査した。

3 検査の状況

� 特例業務勘定の収入、支出等の推移

ア 収入、支出の推移

第 1期中期計画である 15年度（15年 10月 1日）から 19年度までの 4年 6か月間の特

例業務勘定の収入、支出は、表 1のとおりであり、収入については土地等と株式の売却

収入が大部分を占めているほか、助成勘定長期貸付金の元利償還金である「助成勘定よ

り受入」が単年度で 1600億円程度計上されている。また、支出の大部分は「共済年金追

加費用」であり、単年度で 2000億円以上が計上されている。そして、収入及び支出それ

ぞれの合計額は、 2兆 5486億円及び 1兆 3572億円で、収入が支出を 1兆 1914億円上

回っている。

表 1 収入、支出の推移

＜収入＞ （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

国庫補助金 650 650 650 325 ― 2,275

土地等売却 146 668 512 389 3,330 5,047

株式売却 2,607 ― 4,770 3,289 ― 10,666

助成勘定より受入 676 1,419 1,633 1,674 1,673 7,077

その他 44 78 73 84 139 420

計 4,124 2,815 7,639 5,763 5,143 25,486
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＜支出＞ （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

業務経費 1,467 2,823 2,835 3,955 2,337 13,419

うち共済年金追
加費用 1,295 2,509 2,388 2,260 2,115 10,569

うち用地対策費 64 81 137 118 132 534

一般管理費 16 32 28 27 23 128

その他 3 9 4 3 4 25

計 1,486 2,865 2,868 3,986 2,365 13,572

収支差 2,637 � 49 4,770 1,776 2,778 11,914

注� 平成 15年度は、15年 10月 1日から 16年 3月 31日までの期間である。
注� 平成 18年度の業務経費には、一括償還した厚生年金移換金負担金 1339億円が含まれる。

これは、15、17及び 18各年度における東海旅客鉄道株式会社等の株式売却収入が、

また、19年度に梅田駅（北）の土地の売却収入が大きかったこと、支出の大宗を占める

共済年金追加費用が受給者の死亡による失権等で逓減していることなどによるものであ

る。なお、18年度には、株式の処分等により資金の余裕が生じたため、当初 28年度ま

での分割納付を計画していた厚生年金移換金残高 1339億円の一括償還を行っている。

イ 損益の推移

第 1期中期計画である 15年度（15年 10月 1日）から 19年度までの 4年 6か月間にお

ける特例業務勘定の損益の推移は、表 2のとおりであり、収入、支出との大きな差異

は、資産処分に係る原価が「資産処分業務費」として費用に計上されていること、共済年

金追加費用の支払が計上されておらず、共済年金追加費用引当金戻入益が経常収益及び

臨時利益に計上されていることである。そして、収益及び費用それぞれの合計額は、 3

兆 1356億円及び 1兆 4699億円で、収益が費用を上回り、その結果、当期純利益の合計

額は 1兆 6656億円となっている。

表 2 損益の推移

＜収益の部＞ （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

経常収益 4,048 4,164 8,228 6,033 5,552 28,026

うち処分用資産売却収入 2,754 726 5,651 3,679 3,330 16,142

うち補助金等収益 650 650 650 325 ― 2,275

うち共済年金追加費用引当
金戻入益 ― 1,514 670 808 812 3,806

うち財務収益 637 1,240 1,222 1,210 1,262 5,573

臨時利益 11 3,317 ― ― ― 3,329

計 4,060 7,482 8,228 6,033 5,552 31,356
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＜費用の部＞ （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

経常費用 3,264 1,064 6,546 3,266 531 14,673

うち資産処分業務費 2,944 424 6,068 2,819 99 12,356

うち共済関係業務費 282 579 419 394 401 2,077

うち一般管理費 21 38 36 34 30 161

臨時損失 0 0 25 ― 0 25

計 3,264 1,065 6,571 3,266 531 14,699

当期純利益 795 6,416 1,656 2,766 5,021 16,656

（注） 平成 15年度は、15年 10月 1日から 16年 3月 31日までの期間である。

損益のうち経常収益の合計額は 2兆 8026億円、経常費用の合計額は 1兆 4673億円と

なっており、その主なものについてみると次のとおりである。

経常収益に関しては、処分用土地等の処分による損益が表 3のとおり 4年 6か月間で

4085億円の差益となっている。このうち、特に 19年度の売却収入が大きくなっている

のは、梅田駅（北）2.2 haの土地を処分したことによるものである。

表 3 処分用土地等の処分 （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

処分用土地等売却収入 146 726 881 389 3,330 5,475

固定資産売却原価 126 358 606 222 75 1,390

差 益 20 368 275 166 3,254 4,085

株式の処分は表 4のとおりであり、15年度は西日本旅客鉄道株式会社、17、18両年

度は東海旅客鉄道株式会社の株式に係るもので、株式の処分による損益が 97億円の差

損となっている。

表 4 株式の処分 （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

処分用有価証券売却収入 2,607 ― 4,770 3,289 ― 10,666

株式原価 2,753 ― 5,364 2,557 ― 10,674

株式売却手数料 41 ― 47 0 ― 89

差益（�差損） � 187 ― � 641 732 ― � 97

財務収益のほとんどは表 5のとおり、助成勘定長期貸付金に係る利息収入であり、 4

年 6か月間で 5206億円となっている。この助成勘定長期貸付金は、償還期限を 63年度

上期までとして、半年賦償還、年利 6.35％の固定金利の貸付金とされており、今後約
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40年間にわたりその利息収入は逓減していくものの、経常的に収益として見込まれる

ものである。

表 5 財務収益 （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

財務収益 637 1,240 1,222 1,210 1,262 5,573

受取利息 599 1,196 1,187 1,200 1,262 5,445

うち助成勘定長期貸付金
利息 598 1,189 1,170 1,140 1,106 5,206

うち資金運用に係る預金
利息等 0 6 16 59 156 239

受取配当金 38 44 35 10 ― 127

経常費用に関して、共済関係業務費は表 6のとおりであり、収入支出ベースは、前記

のとおり毎年度の共済年金追加費用の支払額が 2000億円を超えているが、引き当ての

範囲内であるため損益計算書には計上されておらず、表 6における共済年金追加費用

は、年金引当金に係る利息費用
（注 6）

である。

一方、共済年金追加費用引当金戻入益は、直近の経済情勢により年金引当金算出時に

使用した 3.0％（16年度）から 2.6％（19年度）までの物価上昇率より実際の率が低かった

ことなどによる戻入益である。また、16年度の臨時利益の共済年金追加費用引当金戻

入益 3317億円は、16年度の公的年金制度改正によって将来の年金給付額の伸び率を抑

制するマクロ経済スライド
（注 7）

が導入された結果、将来の支払見込総額が大幅に減少したこ

とに伴い年金引当金も大幅に減少したことによるものである。

表 6 共済関係業務費、共済年金追加費用引当金戻入益 （単位：億円）

年度
科目 平成 15 16 17 18 19 合 計

共済関係業務費 282 579 419 394 401 2,077

うち共済年金追加費用 275 536 405 341 329 1,888

うち業務災害補償費引当金
繰入 ― 30 ― 33 46 110

共済年金追加費用引当金戻入
益 ― 1,514

（3,317） 670 808 812 3,806
（3,317）

（注） 平成 16年度の共済年金追加費用引当金戻入益の（ ）内の金額は、臨時利益であり、外書きの金

額である。

特例業務勘定の 15年度（15年 10月 1日）から 19年度までの主な収益及び費用の合計

額は、表 7のとおりである。

第
4
章

第
4
節

特
定
検
査
対
象
に
関
す
る
検
査
状
況

第
4

― 1213―



表 7 平成 15年度（15年 10月 1日）から 19年度までの主な収益及び費用

＜収益＞

項 目 金 額 備 考

処分用土地等の処分（売却益） 4,085億円 表 3

株式の処分（売却損） � 97億円 表 4

※財務収益 5,573億円 表 5

共済年金追加費用引当金戻入益（経常利益） 3,806億円 表 6

共済年金追加費用引当金戻入益（臨時利益） 3,317億円

国庫補助金 2,275億円

計 18,960億円

＜費用＞

項 目 金 額 備 考

※共済関係業務費 2,077億円 表 6

※一般管理費 161億円

計 2,239億円

（注） ※を付したものは、毎期、経常的に発生する項目である。

同期間を対象としている第 1期中期計画は、財務収益を中心に期間内に 5805億円の

利益を予定していたが、実際には、前記表 2のように、当期純利益の合計額は 1兆

6656億円に上っており、この差は、主として共済年金追加費用引当金戻入益及び土地

売却益によるものである。

このように、19年度までに、表 4の株式の処分について、JR 4社の株式は当面処分

のめどが立っていないものの、表 3の土地の処分はほぼ完了している。したがって、今

後は、表 5の財務収益のうち助成勘定長期貸付金に係る利息収入や資金運用に係る預金

利息等を主たる経常収益として、表 6の共済関係業務費や一般管理費等の経常経費を

賄っていくこととなる。そして、表 5の財務収益のうち助成勘定長期貸付金利息は、今

後、元本の償還等により 63年度上期までの間は逓減しつつ発生していくが、表 6の共

済関係業務費も 74年度までと想定されている毎年の共済年金支給に伴う支払により逓

減していくことから、想定を大きく超える物価上昇による年金給付額の増加や新たな債

務等の発生などがない限り、当面は当期純利益が生ずることになる。

（注 6） 利息費用 期首（前期末）に割引計算により計算された共済年金追加費用等の債務につ

いて、期末までの時の経過により発生する計算上の利息

（注 7） マクロ経済スライド 厚生年金等の保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定

する見通しが立つまでの間（調整期間）においては、公的年金被保険者数の減少率と

平均寿命の伸び率を勘案した率（スライド調整率）を乗じて年金給付水準を調整する

仕組み。具体的には、毎年度の物価変動による年金支給額の改定に際して、物価上

昇の場合、上昇率から 0.9％を控除した率で改定する。

ウ 資産、負債等の推移

15年度末から 19年度末までの資産、負債等の推移は、表 8のとおりであり、資産は
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15年度末の 3兆 6793億円から 19年度末の 3兆 5033億円へ 1759億円減少したのに対

して、負債も共済年金追加費用の支払が進んだことなどにより 3兆 8929億円から 2兆

1592億円へと 1兆 7337億円減少したことから、利益剰余金は大幅に増加して 19年度

末現在 1兆 3441億円となっている。

表 8 資産、負債等の推移

＜資産の部＞ （単位：億円）

年度末
科 目 平成 15 16 17 18 19

流動資産 16,694 14,247 12,242 4,247 5,377

うち現金及び預金 5,200 1,994 2,466 1,207 1,325

うち処分用資産 11,484 11,054 5,649 2,255 2,216

固定資産 20,098 21,833 22,749 28,892 29,656

うち投資有価証券 303 2,268 3,647 10,323 11,662

うち助成勘定長期貸付金 18,787 18,557 18,094 17,561 16,993

計 36,793 36,081 34,991 33,140 35,033

＜負債・純資産の部＞ （単位：億円）

年度末
科 目 平成 15 16 17 18 19

流動負債 136 591 241 369 63

固定負債 38,793 31,279 28,334 24,351 21,528

うち共済年金追加費用引当金 35,748 28,941 26,287 23,560 20,961

（負債合計） 38,929 31,871 28,576 24,720 21,592

利益剰余金
（�繰越欠損金） � 2,419 3,997 5,653 8,420 13,441

うち積立金 ― ― 3,997 5,653 8,420

うち当期未処分利益
（�当期未処理損失） � 2,419 3,997 1,656 2,766 5,021

その他有価証券評価差額金 283 212 760 ― ―

（純資産合計） � 2,135 4,210 6,414 8,420 13,441

計 36,793 36,081 34,991 33,140 35,033

（注） 独立行政法人会計基準の改定以前の平成 18年度末までは、＜負債・純資産の部＞は＜負債・資
本の部＞、（純資産合計）は（資本合計）である。

19年度末現在、特例業務勘定の資産の大半は、助成勘定長期貸付金 1兆 6993億円と

投資有価証券 1兆 1662億円である。このうち、助成勘定長期貸付金は、前記のとおり

63年度上期までの半年賦償還であり、その残高は、償還に伴い減少していくが、機構

の第 2期中期計画の最終年度である 24年度末においても 1兆 3583億円となる計算であ

る。また、投資有価証券は、その約 6割を国債で、残りを地方債等で運用しており、そ

の平均運用利回りは 1.24％（19年度）となっていることなどから、当面は増加すること

が見込まれる。
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一方、負債についてみると、19年度末の負債のほとんどを占めている年金引当金 2

兆 0961億円は、前記のとおり年金数理上適当と思われる基礎率に基づき最終支払を 74

年度までとして、物価上昇率を 2.6％と見込み、20年度から 74年度までの名目支払見

込総額を 2兆 3803億円と算出して、それを 1.5％で割り引いたものである。そして、

前記表 1の支出決算のとおり共済年金追加費用の支出額は、毎年の年金支払総額の逓減

に伴い 15年度 2692億円（15年度は半期 1295億円のため、公団の分との合算）から 19

年度 2115億円に減少している。現在の想定においては、20年度から 24年度までの 5

年間に 9017億円が支払われる計算となっており、この場合、24年度末における年金支

払見込総額は図 2のとおり名目で 1兆 4785億円となり、これを 1.5％で割り引いた年

金引当金は 1兆 2327億円となることから、19年度末 2兆 0961億円の 6割程度まで減

少すると見込まれる。

図 2 年金追加費用の支払見込総額（名目額）の推移

そして、利益剰余金の推移については、独立行政法人会計基準に基づく最初の決算で

ある 15年度は負債が資産を上回り、2419億円の繰越欠損があった。しかし、前記の公

的年金制度改正に伴うマクロ経済スライド導入による臨時利益等により、16年度末に

は繰越欠損を解消して、3997億円の利益剰余金を計上した。その後も梅田駅（北）の土

地処分、財務収益、年金引当金の戻入益等により利益剰余金は図 3のとおり 17年度末

5653億円、18年度末 8420億円、19年度末 1兆 3441億円と増加しており、20年度末に

は 19年度末のこの 1兆 3441億円が積立金として整理されることになる。

第
4
章

第
4
節

特
定
検
査
対
象
に
関
す
る
検
査
状
況

第
4

― 1216―



図 3 資産・負債・利益剰余金の推移

なお、機構が公表している特例業務勘定の 19年度の財務諸表においては、資産 3兆

5033億円、負債 2兆 1592億円及び利益剰余金 1兆 3441億円等の数値とともに、その

注記において、「雇用関係存在確認等請求訴訟関係」として旧国鉄雇用関係存在確認等請

求訴訟の一部について「当機構の一部敗訴判決が言い渡されました。当判決により、平

成 19年度において強制執行がなされましたが、現在一連の訴訟について、当機構とし

ては法的責任は無いものと認識し、係争中であります。なお、この強制執行に対し、強

制執行停止決定申立を行い 4億 4千 6百万余を供託しております」との記述により、偶

発債務の一部が開示されている。このような偶発債務が想定されている主なものとして

は、表 9に掲げるものがある。同表中の金額は、現時点においての請求額等であり、債

務の発生金額を合理的に見積もることが困難であることから引当金は計上されていな

い
（注 8）

。

（注 8） 独立行政法人会計基準第 17の 1によれば「将来の支出の増加又は将来の収入の減少で

あって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる場合には、当該金額を引当金として流動負債又は固定負債に

計上するとともに、当期の負担に帰すべき金額を費用に計上する」こととされており、想

定されている偶発債務については金額を合理的に見積もることが困難であることから、引

当金は計上されていない。
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表 9 偶発債務が想定されている主な項目

件 名 件数等 金 額 備 考

旧国鉄雇用関係存在確認等請求訴訟の訴
訟関係 18件 請求額 715億円 平成 20年 4月 1日現在

アスベスト被害救済 1,845件
（認定 149件） 29億円 平成 16～19年度の支払

実績

土壌汚染対策費 18件 29億円 平成 15～19年度の支払
実績

PCB処理費 56.7t 3億円 平成 16～19年度の支払
実績

� 長期収支見込みの必要性

特例業務勘定は、処分用資産の処分等による資金を保有して、将来の年金の支払等に必

要な費用は独立行政法人会計基準に従い合理的に算定された額の引き当てがなされてお

り、19年度末の利益剰余金 1兆 3441億円が 20年度末には積立金として整理されること

になっている。そして、現状の基礎率や経済情勢が大きく変動したり、新たな債務等が発

生したりすることがなければ、今後も多額の積立金が計上されることになる。一方、10

年 10月の処理法施行時に、前記のとおり国の一般会計が承継して償還することとなった

債務 24兆 0166億円については、60年で全額現金償還するという、いわゆる 60年償還

ルールで償還されることなどから 19年度末でも 20兆 9963億円の残高が残っている。

特例業務勘定については、前記のとおり処理法第 27条の規定により損益計算後の残余

の全額を積立金として整理することとされており、国庫納付の規定はない。これは、保険

料収入が見込めない中で将来長期間にわたる年金等の支払に備えるためである。一方、一

般会計が国鉄長期債務を承継したことから、「国鉄長期債務の処理策について」（平成 9年

12月 17日財政構造改革会議決定）において、年金の給付等の特例業務が完了した時点で残余

が生じた場合は、この長期債務の元本償還に充てられるべきものとされている。しかし、

国庫の厳しい財政状況、これまでに国鉄の債務処理のために国の一般会計が承継して償還

することとなった債務が 24兆 0166億円及び一般会計から交付された国庫補助金が 5525

億円と多額に上っていること並びに現在多額の積立金を計上している状況にかんがみれ

ば、年金の支払等を確実に行っていく上での不確定要素の状況を見極めつつ、長期収支見

込みを作成して特例業務勘定の積立金の適正水準について検討する必要があると認められ

る。

この特例業務勘定の長期収支見込みの作成について、次の理由から国土交通省及び機構

は、現時点においては、74年度までの長期にわたる年金等の支払を確実に行うという観

点から積立金の適正水準を把握して、国庫納付の前提となる長期収支見込みを作成するこ

とは困難であるとしている。

ア 現役世代の不在により保険料収入が見込めない中で、今後 50年以上の年金等の支払

を確実に行っていくためには、不確定要素を見極める必要があること

イ 偶発債務として想定されているものについて、その金額を現時点において合理的に見

積もることが困難であり、現行制度上引当金の対象とされていないこと
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ウ 土地の処分については、経済情勢の変化によって今後の土地処分の帰すうは必ずしも

明らかではないこと

4 本院の所見

上記のように、国土交通省及び機構は、現時点においては長期収支見込みの作成は困難で

あるとしているが、今後の支払が 50年後まで続く年金については、物価変動や平均寿命の

動向により支払総額が大きく増減する可能性はあるものの、毎年の共済年金追加費用の支払

額は一般的に逓減していくので、時間の経過とともに物価変動や平均寿命の動向の影響はよ

り限定的となる。

したがって、これまでに国鉄の債務処理のために国の一般会計が承継して償還することと

なった債務が 24兆 0166億円及び一般会計から交付された国庫補助金が 5525億円と多額に

上っていることにかんがみれば、不確定要素の状況を見極めつつ、現在多額に上っている積

立金の適正水準について検討がなされて、仮にその結果残余が見込まれる場合には、年金の

支払が完了すると見込まれる 74年度を待つことなく、当該残余を機構が国庫に納付するこ

とが可能となるようにすることが肝要であり、そのため、国土交通省及び機構において今

後、特段の取組が必要とされる。

本院としては、これまで国鉄の債務処理のため一般会計が負担した多額の債務等にかんが

み、特例業務勘定の積立金に関して、国土交通省及び機構における今後の取組状況について

引き続き検査していくこととする。
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第 5 ベトナムに対する円借款事業において道路建設中に発生した橋桁の崩落事故について

検 査 対 象 国際協力銀行（平成 20年 10月 1日に、株式会社日本政策金融公庫の

設立に伴い、国際協力銀行は解散して、同行が行っていた円借款業務

は、独立行政法人国際協力機構が行うこととなった。）

政府開発援助の
内容

円借款

橋桁の崩落事故
の概要

けた

建設中のカントー橋の橋桁の一部等が崩落する事故が発生して、死傷

者が多数に上ったことのほか、建設中の橋桁、橋脚等が破損するなど

の被害が発生したもの

事 業 名 クーロン（カントー）橋建設事業及び国道 1号線バイパス道路整備事業

供 与 限 度 額 332億 4000万円

貸 付 実 行 額 183億 0479万余円（平成 20年 3月末現在）

1 検査の背景

� ベトナムに対する円借款の概要

ア 円借款の実績

我が国がベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」という。）に対して平成 4年度から

19年度までに供与した円借款は、120事業、供与限度額計 1兆 2507億 1400万円に上っ

ており、我が国の円借款累計額（19年度末）計 24兆 6154億 7487万余円の約 5.1％を占

めている。また、19年度におけるベトナムへの円借款供与限度額は計 978億 5300万円

であり、同年度の国別の供与限度額ではインド、イラク、インドネシアに次いで 4番目

に多い額となっている。

イ 円借款事業の実施体制

ベトナムにおける円借款事業の実施体制は、以下のとおりとなっている。

計画投資省が、円借款をはじめとする我が国の政府開発援助や他国の援助等との調整

等を行い、財政省が政府開発援助による資金の管理、借款契約の締結事務等を行ってい

る。そして、各政府機関や地方自治体等が事業を実施している。

ベトナムにおける道路行政は、中央政府と地方政府との間で役割が分担されており、

中央政府がすべての国道を管轄している。そして、交通運輸省が国道の計画、建設、維

持管理等の道路行政を行い、同省に国道の建設工事を実施するために事業ごとに事業管

理局（Project Management Unit。PMU）が設置されている。

クーロン（カントー）橋建設事業（以下「カントー橋建設事業」という。）及び国道 1号線

バイパス道路整備事業（以下「バイパス整備事業」という。）については、PMU My Thuan

という名称の事業管理局（以下「PMUミトゥアン」という。）が設置されており、局長以下

100名程度の組織で事業を実施していて、契約手続等の事務を担当している。

� 事業の概要

ア 実現可能性調査

ベトナム政府は、 8年 12月に、ベトナム南部の中心都市であるホーチミン市からビ

ンロン省を経由してメコンデルタ地域のカントー市へ通じる幹線道路である国道 1号線
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上で唯一橋りょうが架設されていないメコン川水系のハウ川のフェリー横断箇所におい

て、橋りょう建設の実現可能性を検討するため、調査の実施を我が国政府に要請してき

た。この要請を受けて、独立行政法人国際協力機構（ Japan International Cooperation

Agency。以下「JICA」という。）が、開発調査の一環として実現可能性調査を実施して、

現況調査、自然条件調査、交通量調査、環境影響評価、経済分析、最適架橋ルートの選

定、概略設計、施工計画、概算工事費の算定等を経て、プレストレストコンクリート・

鋼複合斜張橋（以下「PC鋼複合斜張橋」という。）の建設案をカントー橋建設計画調査最終

報告書として 10年 9月に作成して、我が国外務省、ベトナム政府等に提出した。

イ 交換公文等の締結

ベトナム政府は、我が国政府に対して、PC鋼複合斜張橋の建設一式について、12年

4月に、円借款の一つの種類である、経済構造改革支援のための特別円借款（以下「特別

円借款」という。）による援助を、また、同年 7月に通常の円借款による援助を、

それぞれ要請してきた。我が国政府は、国際協力銀行（ Japan Bank for International

Cooperation。以下「JBIC」という。なお、20年 10月 1日に、株式会社日本政策金融公

庫の設立に伴い、国際協力銀行は解散して、同行が行っていた円借款業務は、JICA（以

下「新 JICA」という。）が行うこととなった。）と検討した結果、これをカントー橋建設事

業とバイパス整備事業に区分して、カントー橋建設事業については特別円借款により支

援することとして、バイパス整備事業については詳細設計、入札補助、施工監理等のコ

ンサルタント業務（以下「コンサルタント業務」という。）にカントー橋建設事業分を含め

て通常の円借款により支援することとして、13年 3月 30日にそれらを閣議決定した。

そして、同日に、カントー橋建設事業とバイパス整備事業（以下、これら 2事業を合わ

せて「カントー橋 2事業」という。）に係る交換公文が両国政府間で締結されて、借款契約

が JBICとベトナム政府との間で締結された（表 1参照）。

表 1 カントー橋 2事業の交換公文の概要

事業名
（円借款の

種類）

交換公文
締結年月
日

供与
限度額
（百万円）

コンサルタント契約に
係る供与条件

建設工事請負契約に係る
供与条件

カントー橋建
設事業

（特別円借款）

平成
13. 3.30 24,847

なし

（コンサルタント業務
は、バイパス整備事業に
係るコンサルタント契約
に含まれている。）

金 利 0.95％

償還期限 40年

据置期間 10年

調達条件 日本タイド

バイパス整備
事業

（円借款）

13. 3.30 8,393

金 利 0.75％ 金 利 1.80％

償還期限 40年 償還期限 30年

据置期間 10年 据置期間 10年

調達条件 二国間タイド 調達条件 一般アンタイド

特別円借款は、 9年 7月頃に生じたアジア諸国における経済的危機からの早期回復に

向けた景気刺激効果及び雇用促進効果が高い事業を推進するとともに経済構造改革を実

現するために、10年 12月に創設された制度である。特別円借款の供与対象は、物流の

効率化、生産基盤強化及び大規模災害対策におけるインフラ整備等の事業とされてお

り、通常の円借款に比べて金利、償還期限とも緩やかな条件が適用されている。そし
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て、特別円借款における契約の相手方は、原則として、我が国の企業に限定（日本タイ

ド）されている。外務省及び JBICは、カントー橋建設事業を特別円借款により支援す

ることとした理由について、ベトナム経済への景気刺激効果、雇用促進効果及び物流の

効率化等の民間投資環境の改善効果等が十分期待されること、主橋りょうの PC鋼複合

斜張橋の施工において我が国の技術が活かせることなどを挙げている。

ウ 事業の実施

� コンサルタントの選定

事業実施機関である PMUミトゥアンは、交換公文等が締結された後、JBICが策

定した円借款事業のためのコンサルタント雇用ガイドライン（以下「コンサルタント雇

用ガイドライン」という。）に基づき、技術提案書により能力等を評価することによっ

て競争的に契約の相手方を選定するプロポーザル方式によってカントー橋 2事業に係

るコンサルタント業務の契約（以下「コンサルタント契約」という。）の相手方を選定し

て、契約することにした。

そして、PMUミトゥアンは、コンサルタント契約の相手方として、技術提案書を

提出した 3共同企業体のうちから日本工営株式会社、株式会社長大及びベトナム企業

により構成された共同企業体（以下「コンサルタント」という。）を選定した。PMUミ

トゥアンは、14年 5月に上記の技術提案書によるプロポーザル評価結果報告書を

JBICに提出して同意を得た上で、14年 9月にコンサルタント契約（邦貨換算契約額

17億 7208万余円）を締結して、JBICに対してコンサルタント契約書を提出して、こ

の契約についての同意を求めた。JBICは、PMUミトゥアンから提出されたこれらの

書類がコンサルタント雇用ガイドラインに沿ったものとなっているかなどについて確

認して、問題がなかったとして、同年 10月にコンサルタント契約に同意している。

� 建設業者の選定

円借款事業に必要な資機材の調達及び役務は、JBICが策定した円借款事業のため

の調達ガイドライン（以下「調達ガイドライン」という。）等に基づき行われることとさ

れている。

カントー橋 2事業は、 3工区に分割されて建設工事が実施されており、第 1工区が

ビンロン省側のバイパス道路等の建設、第 2工区がカントー橋（PC鋼複合斜張橋及び

両側取付橋りょう等）の建設、第 3工区がカントー市側のバイパス道路等の建設と

なっている。

これらの工区のうち、第 2工区のカントー橋建設事業は前記のとおり、特別円借款

によっていたことから、建設工事請負契約の相手方は、我が国の企業に限定されてお

り、契約の締結は、以下のとおり行われていた。

� PMUミトゥアンが、調達ガイドラインに従い、入札前に入札参加者事前資格審

査を実施した。

� JBICが、PMUミトゥアンから事前資格審査結果の報告を受けて、15年 8月に

その結果に同意した。

� PMUミトゥアンが、各入札参加者（ 3者）の技術提案及び入札価格を勘案して、

建設業者として大成建設株式会社、鹿島建設株式会社及び新日本製鐵株式会社（18

年 7月会社分割により設立された同社の子会社である新日鉄エンジニアリング株式
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会社が承継）により構成された共同企業体（以下「建設業者」という。）を選定して、そ

の入札評価結果報告書を JBICに提出した。

� JBICは、PMUミトゥアンから提出された入札評価結果報告書について、調達ガ

イドライン等に基づき内容を確認した上で、16年 9月に同意した。

� PMUミトゥアンは、契約条件を調整後、同月に建設業者と建設工事請負契約

（邦貨換算契約額 221億 9543万余円）を締結して、JBICに建設工事請負契約書の写

しを提出した。

� JBICは、PMUミトゥアンから提出された契約書について、交換公文等及び調達

ガイドラインに沿った内容となっているか、入札評価は適切に行われて評価順位が

第 1位の者が契約交渉順位第 1位となっているか、契約金額は供与限度額の範囲内

となっているかなどを確認した上で、同月に同意した。

� カントー橋 2事業の工事概要

ア カントー橋建設事業

カントー橋建設事業は、国道 1号線のハウ川渡河地点において、ビンロン省とカン

トー市を結ぶ現行のフェリー横断箇所から 3.2�下流地点に橋りょう総延長 1,010�の
けた

PC鋼複合斜張橋（北側プレストレストコンクリート箱桁部 400�、中央鋼製桁部
210�、南側プレストレストコンクリート箱桁部 400�）を建設するとともに、その北側
に 520�の取付橋りょう（ 1区間 40�の T桁 10本による連続桁 13区間）及び南側に

1,220�の取付橋りょう（ 1区間 40�の T桁 10本による連続桁 22区間及びプレストレ

ストコンクリート箱桁 5区間 340�）を建設するものであり、これらの総延長は 2,750�
である。

イ バイパス整備事業

バイパス整備事業は、ビンロン省の国道 1号線の分岐地点からカントー橋北側の取付

橋りょうに接続するまでのバイパス道路（延長 5,410�）及びカントー市のカントー橋南
側の取付橋りょうから国道 1号線の分岐地点までのバイパス道路（延長 7,690�）をそれ
ぞれ建設するものである。

ウ 工事の進ちょく状況

JBICが PMUミトゥアンから提出を受けた 19年 8月末現在の報告等によると、貸付

実行額は、カントー橋建設事業については 16年 10月に着工以来 133億 5218万余円、

バイパス整備事業については 17年 2月に着工以来 24億 8765万余円となっている。カ

ントー橋 2事業の工事の進ちょく状況について、建設工事請負契約額に対する貸付実行

額の割合でみると、カントー橋建設事業は約 60％、バイパス整備事業は約 38％となっ

ている。

� 事故の概要

19年 9月 26日午前 7時 55分頃、第 2工区において、建設中のカントー橋の橋桁の一

部（北側プレストレストコンクリート箱桁部 400�のうち桁長 40�、幅員 26�のコンク
リート製箱桁、連続する 2径間、総延長 80�分）等が崩落する事故（以下、この事故を「崩
落事故」という。）が発生した。この崩落事故により、死傷者が多数（死者 55人、負傷者 79

人、本院現地調査時点）に上ったほか、建設中の橋桁、橋脚等が破損するなどの被害が発

生した。
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� ベトナム国家事故調査委員会の最終報告

ベトナム政府は、首相の指示の下、19年 10月 6日に建設大臣を委員長とする国家事故

調査委員会を発足させた。同調査委員会は、20年 6月 18日までの間に 8回の会合を開催

して、事故原因の究明等の技術的検討を行った。我が国政府は、ベトナム政府の要請を受

けて、我が国の道路橋りょうの専門家である八戸工業大学名誉教授を推薦して、同調査委

員会に派遣した。

そして、ベトナム政府は、同年 7月 2日に、同調査委員会の調査結果として、崩落事故

の主原因は、仮設工事の支柱（以下「仮設支柱」という。）の基礎が不等沈下したことによる

とした最終報告書の要旨を公表した。我が国外務省は、ベトナム政府からベトナム語で記

載されたこの要旨を入手して、同国政府の了解を得てこれを仮訳して同月 4日に公表した

（以下、仮訳して公表されたものを「事故報告要旨」という。）。

事故報告要旨は、以下のとおりである。

（仮訳（原文はベトナム語））

カントー橋 2径間アプローチ支間

の崩壊に係る国家事故調査委員会

No: /BC―UBNNCT

ベトナム社会主義共和国

独立・自由・幸福

ハノイ、2008年 6月

要約

カントー橋 2径間アプローチ支間の崩壊に係る国家事故調査委員会の活動結果

（記者会見用資料）

2007年 9月 26日にカントー橋の 2径間のアプローチ支間の建設現場において発生した

仮設支柱システムの崩壊事故の直後、首相は、カントー橋アプローチ支間の崩壊に係る国

家事故調査委員会の立ち上げを指示した。同委員会は所定の機能、役割に則し積極的かつ

迅速に各種活動を行った。同委員会は技術、法律の各専門家チーム、事務局を立ち上げ、

また委員会内の諮問機関を設置した。同委員会及びそれを支援するチームは現場実査、証

拠の収集を行い、委員会の会合に提示された結果を得るために関係者と共に作業を行っ

た。現場実査及び関係者との面談とは別に、委員会は 8回開催された。会合では、必要に

応じ、委員会から、日本のコントラクター、日本のコンサルタント、事業主である交通運

輸省に対して彼ら自身で、事故原因の分析を行うよう求めた。2008年 3月 24日に開催さ

れた第 7回会合において、議論の後、同委員会は事故の直接の主因について合意に達し

た。第 8回会合の開催準備のために、同委員会で実施した調査結果に関する全体報告書案

が各委員に対し、確認、修正、補足のために配布された。技術専門家及び法律専門家チー

ム、事務局、委員会内の諮問機関は公式の報告書を完成させて印刷し、第 8回会合に提出

した。2008年 6月 18日に第 8回会合が開催され、各参加委員は慎重かつ的確な議論を行

い、最終報告書を首相に提出することにつき合意に達した。同委員会による調査結果の最

終報告書は 100ページの本文に加え、1,000ページを超える添付資料からなる。同委員会

による調査結果の概要は以下のとおりである。

1．事故の概要

カントー橋と両側のアプローチ橋への道路は全長で 15.85�あり、ハウ川をまたぎビン
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ロン省及びカントー市を結び、国道 1号線 Aのバイパス道路の役割を担う橋となるもの

である。カントー橋は、長さ 1,010�の主橋、520�のビンロン州側のアプローチ橋及び
1,120�のカントー市側のアプローチ橋から成る。主橋の構造は、 2面吊の斜張橋となっ

ている。崩落事故は、ビンロン省側において、主橋を構成する各 40�のアンカースパン
2連となっている橋脚 P13～P15間（図 1）の建設中の鉄筋コンクリート箱桁で発生した。

図 1．橋脚 P13～P15の 2径間のアンカースパンで発生した事故の位置

当該 2径間のコンクリート箱桁を建設するべく、コントラクターは、鉄筋コンクリート

フーチング上に固定される鋼材の仮設支柱、横トラス、縦トラスからなる仮設支保工と呼

ばれる足場システムを採用していた。事故は 2007年 9月 26日午前 7時 55分に発生し

た。仮設支保工が崩壊し、建設中のコンクリート箱桁を落下せしめた。（図 2）

図 2．仮設支保工及びコンクリート箱桁橋

a）事故前

b）事故後

事故現場の証拠や目撃証言によれば、崩壊は仮設支保工の P13から始まり、破裂音と

ともに P13付近から白煙が立ち上った。P13～P14間の橋床のコンクリートが落下し、続

いて P14～P15間で仮設支保工の各部分を潰しながら落下した（図 2 b）。

2．事故を引き起こした主因の調査

コンクリート桁を建設中に発生した事故であることにより、コンクリート桁は機能して

いなかったため、事故を引き起こした対象はコンクリート桁建設のための仮設支保工であ

ると特定された。事故を引き起こした主因を解明するために、委員会は設計、加工、仮設

支保工の設置及び他の有害な要因について事故を引き起こした可能性を分析することに留

意した。調査結果は以下のとおりである。

仮設支保工の設計に関して：国家事故調査委員会（SCI）は、鋼製足場システムの設計

のチェックを行って、以下のコメントを作成した：不均衡な基礎の沈下がない場合、仮

設支保工の構造は十分な許容支持力を持っていた。実際に、この鋼製足場システムは、

不均衡な基礎の沈下がない状態で主橋脚の基礎に置かれ、主橋脚を無事に建設するのに

用いられた。基礎構造に関して、事故発生時の杭に伝わる荷重が杭の許容支持力より低

いことにより、杭基礎は許容支持力を確保している。その結果、不等沈下を考慮しない

場合、仮設支保工の設計は事故を引き起こす直接の原因にはならない。

加工、製作、仮設支保工の設置に関する、事故後の現物の構造の試験や調査から、

SCIは設計と比較して工事に幾つかの誤った細部構造を発見した。横断方向のトラスに

おいて、若干の溶接線の強度には欠陥があり、 1本の部材は設計と異なるサイズであっ

た。仮設支柱においては、いくつかのボルト穴が誤ったサイズと位置で、修正する必要

があった。分析、計算した結果、これらの欠陥構造は、事故の引き金となる要因ではな

かった。

その他の有害な因子で起きる事由について、SCIは、盛土の深さ、事故前の連続的降

雨による地下水の変化、2007年 9月 24～25日の 2日間に行われた 10回目と 11回目の

コンクリートの連続打設による急激な荷重増加、コンクリート桁上を歩く作業員やク

ローラークレーンの稼動によって誘発される共振など、設計で考慮されていない、有害
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な影響について調査、検討を行った。分析の結果、SCIは上記の効果が仮設支保工に与

えた影響は微小であることを確認した。これらの効果は事故の直接の原因ではない。

不等沈下のみの影響は、仮設支柱と本橋橋脚の間における不等沈下、二つの仮設支柱

のパイルキャップ
（注 1）

間における不等沈下、仮設支柱の単一のパイルキャップにおける不等

沈下がある。分析の結果、SCIのコメントは以下の通りである。

a）仮設支柱と本橋橋脚の間における不等沈下

主橋脚が深さ 76�に届く場所打ち杭によって支えられているのに対して、仮設支
柱は杭の断面が 30x30�で、35�の深さまでの打込み杭に支えられていることから、
仮設支柱と主橋脚の間に不等沈下が起こりうる。二本のボーリング孔 LK 1と LK 2

並びに静的載荷試験を実施した第一回調査の結果、仮設支柱と主橋脚の間の不等沈下

は 39�と計算された。AASHTO基準に従うと、構造物の安全性は危険指数 nに基づ

き評価される。nが 1より小さいと安全が確保される。想定される沈下が 39�の場
合、仮設支柱において最も重要な垂直部材は No.117材で、nは 0.75から 0.82に上昇

するが、依然として安全限界内（n< 1）に留まる。従って、支柱は保持され、崩壊し

ない。以上より、仮設支柱と本橋橋脚との間における不等沈下は事故の直接の原因で

はない。

b）二つの仮設支柱のパイルキャップ間における不等沈下

上流側及び下流側の仮設支柱（T13Uと T13D、T14Uと T14D）での二組のボーリン

グによる第二回目の調査によると、T13Uと T13Dの二つのパイルキャップ間の不等

沈下は 0～ 6�と小さいことが判明している。この場合、不等沈下がなかった場合と
の比較では、最も危険指数の大きい垂直部材（No. 46）の危険指数 nは 0.56から 0.65

に増加するものの、まだ安全な範囲にとどまる。このことは、仮設支保工システムは

安全で、崩壊しないことを示している。従って、仮設支柱の二つのパイルキャップ間

の不等沈下は本件事故の直接の原因ではない。

c）仮設支柱の単一のパイルキャップにおける不等沈下

上流側仮設支柱 T13Uの基礎は最も弱い基礎であると評価される。この基礎におけ

る不等沈下を判定するために、SCIは K 1及び K 2の二本のボーリングによる三回目

の調査を実施した。この二つのボーリングを比較することにより、SCIは、この上流

側仮設支柱の両側で土質条件が著しく異なることを確認した。具体的には、P14橋脚

側の杭列は緩い砂層中に打ち込まれており、P13橋脚側の杭列は密度の高い砂層に打

ち込まれていた。その結果、P14橋脚側の杭列は P13橋脚側の杭列よりも沈下し、パ

イルキャップ T13Uは P14橋脚側に傾くこととなった。これら杭列間における不等沈

下量は 12�もしくはそれ以上と計算される。
単一のパイルキャップにおける不等沈下の計算によると、不等沈下が 11�に達す
ると、仮設支柱のいくつかの斜材は限界状態（n> 1）となる。不等沈下が 12�に達す
ると、これらの支柱のボルトに係る危険指数は 1.18～1.44に達し、これらボルトは

次々に破壊される可能性がある。これら斜材が機能しない場合、垂直部材 No. 46の

危険指数は 0.56から 1.58、すなわち 2.82倍に高まる。このことが、当該垂直部材が

座屈、そして崩壊し、T13Uの仮設支柱の不安定化、さらに上部構造物の崩壊に至る

原因となる。
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このように、仮設支保工システムは、仮設支柱の不安定化により急速に崩壊した。

この不安定化の原因は、単一のパイルキャップにおける不等沈下にあると結論づけら

れる

崩壊の過程は次のようなものである：T13Uのパイルキャップにおける不等沈下が

発生、斜材 No. 81、64、65が次々と破壊し、垂直部材 No. 46の座屈を引き起こし、

仮設支保工システムの崩壊を招く。

T13Uの仮設支柱が最初に崩壊したため、コンクリート・スラブが上流側に傾きや

すくなった。それゆえに、何人かの目撃者の指摘どおり、作業員や建設資材が上流方

向に位置する住宅に落下した。

通常、不安定化及び座屈による崩壊は急速に進行するが、今回の事例では 20秒間

で起こった。従って、T13U仮設支柱が崩壊、座屈するなり、コンクリート・スラブ

が多くのセグメントになって破壊した。P13橋脚上のデスク・スラブ
（注 2）

重量は非常に大

きく（1,000トン超）、P13橋脚上部とコンクリート・スラブの分離を引き起こした。

これが、何人かの目撃者が証言している P13橋脚上部からの破裂音と白煙の主因で

ある。

仮設支柱の崩壊の変形計算図は、事故後の構造物の残存状況と整合する。

3．事故原因に係る SCIの結論

T13U仮設支柱の上流側パイルキャップにおける不等沈下（内陸側から川側の橋軸方向）

が事故の主因であり発端である。パイルキャップにおける不等沈下は仮設支柱のいくつか

の部材に対する応力を増加させ、斜材と垂直部材を結合していたボルトを切断し、この仮

設支柱の垂直部材を座屈させ、仮設支保工上の構造物の崩壊に至った。

本事業に適用される AASHTO基準によると、設計の一義的な責任は、公共の安全の確

保、すなわち仮設支保工システムの構造的安全を確保することにある。しかしながら、本

件事例において構造物の不安定化をもたらした、単一のパイルキャップという小さな範囲

における不等沈下は、通常の設計においては予測困難なものであると考えられる。

以上

（注 1） 日本側注：杭群の上に被さる鉄筋コンクリートの台座。いわゆる「支柱基礎」の一部。

（注 2） 日本側注：鉄筋コンクリート床版。

（注） 図 1及び図 2は省略した。

事故報告要旨において、不等沈下が発生したとされている T13U（第 13上流側）仮設支

保工は下図のとおりとなっている。
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図 T13U（第 13上流側）仮設支保工の概略図

（出典：ベトナム国家事故調査委員会）

� カントー橋崩落事故再発防止検討会議の提言

我が国外務省は、19年 11月 13日に、ベトナム側による崩落事故の原因の検証を基

に、今後の円借款事業に係る案件監理の改善点や同種事故の再発防止策等を検討する上で

有識者の意見を聴取することなどを目的として、カントー橋崩落事故再発防止検討会議

（以下「検討会議」という。）を設置した。検討会議は、外務副大臣を議長として国土交通省

大臣官房技術参事官、経済産業省大臣官房審議官、外務省国際協力局長、東京工業大学副

学長、ベトナム国家事故調査委員会の委員でもある八戸工業大学名誉教授、社団法人国際

建設技術協会理事長、JICA理事及び JBIC理事の計 9名の委員で構成されている。19年

11月 13日から 20年 7月 11日までに開催された 7回の会議の内容については、外務省の

公表内容に基づき、活動状況を開催日ごとに整理して示すと、表 2のとおりである。

表 2 検討会議の内容

回
開催年月日 内 容

第 1回
平成 19.11.13

10月に現地に派遣した我が国政府調査団の報告、国家事故調査委員会での議論の状
況報告等の後、コンサルタント及び建設業者の契約上の役割分担等に関する議論

第 2回
19.12.03

海外で活動する建設業界関係者から円借款事業における案件監理の現状について報告
を受けた後、円借款事業における安全対策等に関する議論

第 3回
19.12.10

JBICから円借款事業における安全対策及び案件監理の改善等に向けた現時点での考
え方についての報告後、議論

第 4回
20.01.24

19年 12月の外務副大臣のベトナム訪問の報告、国家事故調査委員会での議論の状
況、事業実施現場における安全確保の状況及び円借款事業一般における安全対策の改
善に向けた検討の報告後、議論

第 5回
20.02.15

国家事故調査委員会における事故原因究明の作業状況及び工事再開の安全確保に向け
たベトナム側の検討の状況についての報告後、円借款事業における安全対策の改善に
ついて議論

第 6回
20.06.30

ベトナム政府が 7月 2日に公表した国家事故調査委員会の調査結果としての事故原因
の最終報告の内容について、検討会議に対する事前報告がなされ、各委員によりこの
内容は適切な調査、検討を経たものであることが確認された。また、工事再開に向け
た新たな施工方法等が確認された。

第 7回
20.07.11

崩落事故によって得られた教訓を踏まえて、借入国政府・事業実施機関、コンサルタ
ント、建設業者による安全対策に係る取組の徹底、及びこれらの不足を必要に応じて
支援する仕組みの強化を図ることの必要性を指摘した「円借款事業にかかる案件監理
の改善点及び事故再発防止のための提言」が採択された。
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検討会議は、20年 7月に「円借款事業にかかる案件監理の改善点及び事故再発防止のた

めの提言」を取りまとめて公表した。提言の概要について、外務省の公表内容に基づき、

提言の項目ごとに示すと、表 3のとおりである。

表 3 検討会議の提言の概要

1円借款事業に
おける安全重視
原則の確認

円借款事業に係る安全管理のためには、円借款事業の施主である借入国政府・事業
実施機関が、コンサルタントの能力を活用しつつ請負者（コントラクター）をして十
分な安全対策が講じられるよう対処するのが基本。途上国政府・事業実施機関によ
る安全意識向上等のため、日本政府及び JBICとしても、交換公文等を通じて安全
確保が円借款事業の大原則であることを途上国政府に明示すべき。

2借入国政府・
事業実施機関に
対する安全管理
能力強化支援

円借款事業に係る安全管理のためには、施主たる借入国政府・事業実施機関が十分
な安全管理能力を有していることが重要であり、JBICとしても、必要に応じて、
借入国政府・事業実施機関の安全管理担当職員に対する安全管理トレーニング等を
実施すべき。

3円借款調達に
係るガイドライ
ン、標準書類等
の改訂

円借款事業の安全管理のためには事業実施機関、コンサルタント、コントラクター
の安全意識の向上等が重要であり、JBICとしても円借款事業の調達に係るガイド
ライン、標準入札書類等に「円借款事業における安全の重視」について明記する等の
変更を加えるべき。

4外部有識者、
チェック・コン
サルタントの必
要に応じた活用

事業実施機関、コンサルタント、コントラクターによる安全管理の取組を促すため
には、事業実施機関に専門的・技術的助言を行う外部有識者や、チェック・コンサ
ルタントを大規模かつ複雑な工事を伴う案件を中心に必要に応じ適切に活用するよ
う、JBICとしても、相手国に働きかけるべき。

5円借款事業の
安全対策委員会
の設置

円借款事業の安全管理の徹底を促進するために、JBICとしても、行内に設置され
た「円借款事業の安全対策委員会」を通じ、円借款事業における安全対策に係る取組
状況の確認等を行なうべき。

6円借款事業に
係る事業実施機
関等に対する審
査・監理強化

事業実施機関、コンサルタント、コントラクターによる安全管理の取組を促すため
に、JBICとしても、借入国政府・事業実施機関が安全管理・品質管理に係る監
督・実施能力を有しているか確認し、必要な場合に能力強化のための支援等を講ず
るべき。また、大規模かつ複雑な工事を伴う案件につき、JBICが各分野の専門家
から適切な技術的助言を得られるように、JBIC内に「安全対策技術諮問グループ」
（仮称）を設置する。

7円借款事業に
係る事故発生時
の対応マニュア
ルの充実

円借款の事業現場で事故が発生した場合に迅速かつ適切な初期動作を徹底するため
に、JBICとしてマニュアルを充実させるべき。

8特別円借款、
本邦技術活用条
件対象事業にお
ける追加的安全
対策

事業実施機関、コンサルタント、コントラクターによる安全管理の取組を促すため
には、JBICとしても、借款対象に大規模かつ複雑な土木工事を含む特別円借款事
業及び本邦技術活用条件の対象事業等については、通常の案件監理に加えて、第三
者による安全対策面の確認を追加的に行うべき。

9事故発生時に
おける措置適用
基準の明確化

円借款事業の安全管理の徹底を促進するために、JBICとしても、同行の「円借款事
業等において不正行為等に関与した者に対する措置に関する規程」における事故発
生時の対応を明確化するべく、当該規程の見直しを図るべき。

（外務省の公表内容による）

� カントー橋建設事業の工事再開

交通運輸省は、20年 6月に、工事再開に向けて安全性等を勘案した新たな施工方法等

の案を作成して、我が国政府は、第 6回検討会議で工事再開に向けた新たな施工方法等を

確認した。ベトナム政府首相は、同年 7月 15日に工事再開を了承して、翌 16日に交通運

輸省は JBICに対して、工事再開の同意を申請した。JBICは、我が国政府の了解の下、同

年 8月 20日に交通運輸省に対して工事再開について同意する旨を通知して、これを受け

て PMUミトゥアンは、同日から工事を再開した。

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点、着眼点及び対象

本院は、崩落事故が発生したカントー橋の建設に係る建設工事請負契約及びコンサルタ
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ント契約を対象として、合規性等の観点から、外務省及び JBICが、崩落事故の発生原因

を踏まえた対応を適切に行っているか、工事の再開に当たり事業変更の手続を適正に行っ

ているか、また、ベトナム国家事故調査委員会の最終報告書はどのような内容かなどに着

眼して検査した。

� 検査の方法

本院は、外務本省、JBIC本店及び JICA本部において、援助の実施に関する資料等の提

出又は提示を受けるなどして、会計実地検査を行った。

また、国家事故調査委員会の最終報告書の要旨の公表後の 20年 8月にベトナムに職員

を派遣して、計画投資省、交通運輸省及び国家事故調査委員会の政府関係機関から、協力

が得られた範囲内で、崩落事故の状況や工事の再開後の事業実施状況等について、設計図

書等の提出又は提示を受けるなどして説明を聴取した。

さらに、崩落事故の発生現場において、外務省及び JBICの職員等の立会いの下に、施

工時及び事故後の写真並びに目視により現場の状況を確認した。

3 検査の状況

� 国家事故調査委員会の最終報告書の要旨

事故報告要旨によれば、国家事故調査委員会の最終報告書は、ベトナム語で記載された

100ページの本文に加えて 1,000ページを超える添付資料からなるとされているが、同調

査委員会は、これらの資料はベトナム政府の内部資料であることから、外部には公表しな

いとのことであった。また、ベトナム政府が 20年 7月 2日に発表した最終報告書の要旨

が、対外的に公表する最終のものであるとのことであった。なお、我が国外務省及び

JBICは、本院の現地調査時現在、最終報告書についてベトナム政府から提供を受けてい

ないとのことである。

本院は、最終報告書の要旨の内容について、同調査委員会が解散したため、同調査委員

会の業務を引き継いだ建設省建設科学技術院の院長、元同委員会事務局長等から、調査時

の写真、資料等の提示を受けるなどして説明を受けた。しかし、最終報告書や最終報告書

に至るまでの基礎資料、設計図書等の提示が受けられなかったため、最終報告書の要旨に

関して本院として、その妥当性について検証することはできなかった。

� 崩落事故発生前の施工状況及び崩落事故発生時の状況

崩落事故発生前及び崩落事故発生時の状況についての PMUミトゥアンの説明内容は、

以下のとおりである。

ア 崩落事故発生前の施工状況

崩落事故発生現場である PC鋼複合斜張橋北側第 13、第 14及び第 15各橋脚について

は、18年 10月から施工が開始されて崩落事故発生時には既に完成していた。

これら各橋脚の間の橋桁については、橋桁を施工するための仮設工事の一環として仮

設支保工の基礎杭 14本の打設を 19年 4月から開始して、基礎杭を一体化する仮設支柱

の基礎（国家事故調査委員会の最終報告では、パイルキャップと表現されている。）を基

礎杭上部に施工した後、施工中の橋桁を支えるための仮設支柱を設置していた。そし

て、同年 8月から橋桁になるプレストレストコンクリート箱桁のコンクリートを打設し

ていた。崩落事故発生時の施工状況は、橋桁の下部の床版についてコンクリートの打設

が終了して、上部の床版について約 80％までコンクリートを打設していた。
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イ 崩落事故発生時の状況

崩落事故は、19年 9月 26日午前 7時 55分頃に発生したが、事故発生時は、コンク

リートの打設等の準備作業をしている段階であった。

この崩落事故により、施工中である北側第 13、第 14及び第 15の各橋脚の間の橋桁

がすべて崩落して、第 14、第 15両橋脚も損壊した。そして、その崩落の衝撃により、

仮設支保工は、仮設支柱がすべて座屈したため、仮設支柱の基礎が大幅に変形して、基

礎上部のコンクリートが破壊されて、内部の鉄筋も破断された。

事故現場においては、現状を保存することが必要とされているが、多数の人命にかか

わる事故であったため、人命救助を最優先にして大きい部材等を取り除くなどの処置が

執られた。その後、救助活動は同年 10月 21日まで約 1か月間続けられて、事故現場

は、同年 12月末頃までには崩落の状況を確認できる部材等の残存物が撤去されて、本

院現地調査時と同様の状態になったとのことであった。

なお、救出作業に伴う費用については、ベトナム政府が負担している。

� 崩落事故の責任に関する当局の調査状況、被害者への補償状況等

工事現場の事故による労務災害、物損、工事の遅延等についての責任は、建設工事請負

契約書によると、原則、請負者である建設業者が負うものとされている。その内容は、被

害者への補償について、下請業者が雇用していた被害者の分も含めて建設業者が責任を負

うことと規定されており、補償に備えて保険への加入も義務付けられている。本院は、こ

れらの補償状況等について、ベトナム政府関係機関、PMUミトゥアン等から説明を聴取

した。

交通運輸省等の説明によれば、補償状況については、司法捜査の結果により責任の有無

等が決定されて、これに基づき補償が行われるとのことであるが、公安省等による司法捜

査が継続しており、20年 9月 30日現在、捜査状況やその結果は公表されておらず、今後

いつ公表されるかも含めてその状況は全く不明とのことであった。

また、交通運輸省及び PMUミトゥアンの説明によれば、司法捜査の結果のいかんを問

わず、建設工事請負契約等を解除せず現行の建設業者のまま工事を継続して、再開後の工

事の進ちょくを早めることにより 21年末までに工事を完成させて、カントー橋の供用を

開始したいとのことであった。

なお、国家事故調査委員会の最終報告書の要旨では、司法捜査の結果が公表されていな

いこともあり、被害者への補償状況について報告されていないが、我が国の建設業者等

は、被害者に対して見舞金及び遺児基金を拠出している。

� 検討会議の提言に対する外務省及び JBICの対応状況

外務省は、検討会議の提言 9項目のうち、「 1 円借款事業における安全重視原則の確

認」に対応するため、円借款の新規供与の際に相手国政府と取り交わす交換公文に、相手

国政府が建設工事、施設使用等に関して安全を確保するなどの適切な措置を講ずる旨明記

する方向で検討を進めて、20年 10月以降に相手国政府との間で最終的に同意が得られた

交換公文から明記することとした。

JBICは、検討会議の提言 9項目のうち、「 5 円借款事業の安全対策委員会の設置」、

「 6 円借款事業に係る事業実施機関等に対する審査・監理強化」及び「 7 円借款事業に係

る事故発生時の対応マニュアルの充実」の 3項目については対策を講じたとしている。
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これらのうち、安全対策委員会は、理事を委員長として関係部門の部長で構成されたも

ので、�円借款事業における安全対策に係る取組状況の確認、�安全対策強化に向けた改
善策の検討、�事故が発生した円借款事業の対応策の検討及び�安全対策情報や事故情報
の蓄積を目的として 19年 12月に設置されて、20年 1月からこれまでに 4回開催されて

いる。

また、JBICは、大規模かつ複雑な工事を伴う案件に対しては、各分野の専門家から適

切な技術的助言が得られるよう安全対策技術諮問グループを 20年 7月に設置している。

さらに、JBICは、事故発生時の迅速かつ適切な初期動作を徹底するため、事故発生時

の対応マニュアルについて検討を行い、既に活用しているとのことである。

これら 3項目以外の 6項目については、検討中とのことであり、20年 10月に JBIC（海

外経済協力業務部門）と JICAが統合して発足した新 JICAにおいても引き続き取り組んで

いくとしている。

本件崩落事故について、JBICは、検討会議の提言を受けて、工事再開に向けて次のよ

うな検討を行ったとしている。

工事の再開に当たっては、PMUミトゥアンが安全対策に係るモニタリングを行い、定

期的に JBICに報告することにした。具体的には、PMUミトゥアン、コンサルタント及

び建設業者が安全委員会を設置して、工事現場において、共同パトロールを実施して、構

造物の沈下等のデータチェックを行い、その結果を交通運輸省が JBICに報告することに

した。

� 事業変更等の手続

ア 工事再開後の施工方法

本件崩落事故は、前記の最終報告書の要旨のとおり、仮設支柱の上流側の基礎が不等

沈下したことが事故の主因であり発端である（参考図参照）として、この不等沈下につい

ては予測困難であったとの国家事故調査委員会の結論が出ているが、交通運輸省及び

PMUミトゥアンは、同種事態が二度と生じないように、以下のように様々な処置を講

じた上で再施工することとしていた。

第 14、第 15両橋脚の再施工に当たっては、既設の基礎杭 12本を地中に残置したま

ま新たに径 1.2�、長さ 75�の場所打ち杭 14本を施工することとして、これにより橋

脚の基礎部の橋軸直角方向の長さを、当初設計の 17.5�から 22.5�に変更していた。
橋桁を施工するための仮設支保工の工事再開後の施工方法は、事故原因となった不等

沈下が発生した箇所であることから、特に安全性を考慮して大幅に変更していた。

主な変更点は、以下のとおりである。

� 仮設支保工は、当初設計で 1径間当たり 1か所としていたものを再施工時には 2か

所に倍増して、 2径間合計で 4か所とした。

� 仮設支保工の基礎杭は、当初設計で鉄筋コンクリート杭（縦、横ともに 0.3�、長さ
36�又は 37.5�）を周面摩擦で支持する摩擦杭としていたが、再施工時には橋脚の基
礎杭と同等の径 1.2�、長さ 75�として支持層まで達する場所打ち杭とした。
� 上流側仮設支柱の基礎と下流側仮設支柱の基礎は、当初の施工方法は別々に施工さ

れて一体化していない状態であったが、再施工時には上下流側それぞれの仮設支柱の

基礎を鉄筋コンクリートで一体化することとした。
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交通運輸省は、これらの工事再開に向けた施工方法について、事故原因である不等沈

下に対処できる安全性等を勘案した施工方法であるとして JBICに同意申請を提出して

きた。JBICは、我が国政府の了解の下、 8月 20日に交通運輸省に対して工事再開につ

いて同意する旨を通知したが、具体的な建設費、完成時期等については現在交通運輸省

において検討中であるとのことである。

イ 建設工事請負契約等の変更

カントー橋の建設に係る建設工事請負契約の工期は 20年 12月末日となっていて、崩

落事故に伴う工期の延長は必至な状況であり、また、新たな施工方法についても建設工

事請負契約等の内容の変更を伴うものである。

工事再開後の新たな施工体制は、昼夜二交代制による作業となっており、労務費等の

増額が見込まれている。また、前記のとおり、仮設支柱を、当初設計で 1径間当たり 1

か所としていたものを、再施工時には 2か所に倍増するなどしていて、調達資材の変更

による増額が見込まれている。さらに、工事休止期間の休業補償等に係る追加経費も見

込まれている。

PMUミトゥアンは、これらの施工方法等の変更に伴う経費の増額分について現在積

算作業中であり、経費負担の割合等についても、今後、建設業者及びコンサルタントと

調整していくとしている。

ウ 事業変更等の手続

PMUミトゥアンと建設業者及びコンサルタントとの間における経費負担の割合やコ

スト削減努力等に関する調整の結果、建設工事請負契約及びコンサルタント契約の契約

額が増額となる場合には、交通運輸省の要請を受けて、JBICは供与限度額の範囲内で

増額したり、事業実施期間を延長したりするなどの内容の変更契約に同意できることと

なっており、また、上記調整の結果、今後事業費が供与限度額を上回る場合には、ベト

ナム政府からの要請を受けて、我が国政府は円借款の追加の供与や事業実施期間の延長

等に関する交換公文の締結を検討して、新 JICAは借款契約の締結を検討することがで

きることとなっている。

4 本院の所見

我が国政府開発援助（円借款）による事業において道路建設中に橋桁の崩落事故が発生し

て、死傷者が多数に上ったことのほか、建設中の橋桁、橋脚等が破損するなどの被害が発生

したことは、誠に遺憾である。

本院は、外務本省、JBIC本店及び JICA本部において、援助の実施に関する資料等の提出

又は提示を受けるなどして、会計実地検査を行うとともに、ベトナムに職員を派遣して、国

家事故調査委員会の最終報告書の要旨について、調査時の写真、資料等の提示を受けるなど

して説明を受けた。しかし、最終報告書や最終報告書に至るまでの基礎資料、設計図書等の

提示が受けられなかったため、最終報告書の要旨に関して本院として、その妥当性について

検証することはできなかった。

新 JICAは、ベトナム国家事故調査委員会が最終報告した崩落事故の発生原因を踏まえた

検討会議の提言に対して、本件事業において構造物の沈下等のデータチェックを行うなど実

行が可能な安全対策等の項目が確実に実施されていることを、相手国事業実施機関からその

報告を受けることにより確認する必要がある。そして、20年 8月 20日に再開した工事に関
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して、相手国事業実施機関、建設業者及びコンサルタントが安全の管理に万全を期すよう引

き続き注視していく必要がある。

本院は、本件事業において、工事の再開に伴う工事費の増額、工期の延長等の建設工事請

負契約等の契約変更や事業実施期間の延長等の事業変更の手続が速やかに行われているか、

工事再開後は崩落事故を教訓にして安全体制に最大限配慮するよう相手国事業実施機関に対

して働きかけが行われているかなどについて、外務省及び新 JICAに対して引き続き検査し

ていくこととする。

本院は、交換公文等、コンサルタント雇用ガイドライン、調達ガイドライン等に安全性に

ついての具体的条項を設けるなどの検討が行われているか、安全対策等の項目が確実に実施

されているかなどについて確認するなどして、安全性を一層確保するための方策が執られて

事業が適切に実施されているか、外務省及び新 JICAに対して引き続き検査していくことと

する。

（参 考 図）

崩壊過程の発端のイメージ図（本院作成）
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第 5節 国民の関心の高い事項等に関する検査状況

1 国民の関心の高い事項等に関する検査の取組方針

近年、行政においては、歳出・歳入一体改革の推進が重視されており、真の必要性にこた

えるための財源の重点配分、ムダ・ゼロ、政策の棚卸しなどの徹底による重要課題実現のた

めの政策経費の確保、生産性を向上して成長力を強化するなどのための抜本的な税体系の改

革の検討等、様々な取組がなされている。また、国会においても、国会による財政統制を充

実・強化する視点から、予算の執行結果を把握して次の予算に反映させることの重要性等が

議論されている。

このような状況の中、本院は、その使命を的確に果たすために、毎年次、会計検査の基本

方針を策定して、我が国の社会経済の動向、財政の現状等を踏まえて国民の期待にこたえる

検査に努めてきており、特に、国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の

国民の関心の高い事項については、必要に応じて機動的・弾力的な検査を行うなど、適時適

切に対応することとしている。また、行政における様々な取組のうち予算執行調査は、予算

査定担当者が予算の使われ方、その成果の検証を行い、予算へ直接的に反映する取組を積極

的に行っているものであり、財政統制を充実・強化する視点から重要な取組であると認めら

れることから、本院としても同調査の対象とされた事務・事業については特に留意しながら

検査を行っている。

2 検査の状況

� 検査の結果検査報告に掲記したもの

国民の関心の高い事項等に関する検査の結果、「第 3章 個別の検査結果」等に掲記した

主なものを示すと、次のとおりである。

ア 各府省等が締結している随意契約に関するもの

各府省、独立行政法人等が締結している契約については、国会、報道等で、委託等の

契約に占める随意契約の件数の割合が高くなっている事態、随意契約の見直しの趣旨に

反して制限的な応募要件を設定して、所管府省退職者の再就職者
（注）

が在籍している公益法

人と契約を締結している事態等が取り上げられるなど様々な問題が指摘されている。ま

た、平成 20年度予算執行調査では、契約に関する調査を重点的に実施しており、調査

の結果、随意契約をより競争性のある契約に移行するよう見直しを求めるなどしてい

る。

本院は、各府省等が締結している契約について、合規性、経済性等の観点から、入

札・契約事務が適切に行われて、公正性、競争性及び透明性が確保されているかなどに

着眼して検査を実施している。

上記に関する 20年次の検査結果としては、次のような事項を検査報告に掲記してい

る。

� 不当事項

� 東北大学病院手術室改修工事の実施に当たり、工事完了後に予定価格を設定した

り、契約書を作成したりするなどしていて、会計事務が適正を欠くと認められるも

の （国立大学法人東北大学・882ページ記載）
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� 意見を表示し又は処置を要求した事項

� 刑事施設の被収容者に対する診療を行うための医薬品を調達するに当たり、一般

競争により契約の競争性等を確保するとともに、調達品目を限定する方式を改め

て、調達に係る経費の節減を図るよう是正改善の処置を求めたもの

（法務省・130ページ記載）

� 有料駐車場の運営に当たり、駐車場用地等を随意契約により関連公益法人に貸し

付けることを改めて、関連公益法人が収入としている駐車場利用料金等を勘案し

て、貸付料を見直したり、委託により自ら実施したりすることにより、契約の競争

性及び透明性を確保して、増収を図るよう是正改善の処置を求めたもの

（日本中央競馬会・761ページ記載）

� 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

� インキ用材料の購入契約について、製造会社と直接契約することにより、購入価

額の節減を図るよう改善させたもの

（独立行政法人国立印刷局・813ページ記載）

� 広報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作成し発行する方法に改めること

により、経済的なものとするよう改善させたもの

（独立行政法人日本芸術文化振興会・834ページ記載）

� 空港施設の維持管理等に係る契約の実施に当たり、競争の利益を享受するため、

契約方式を見直すなど契約事務を適切に実施するよう改善させたもの

（関西国際空港施設エンジニア株式会社・918ページ記載）

� 国会からの検査要請事項に関する報告

� 各府省等が締結している随意契約に関する事項について （973ページ記載）

� 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府

開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効果について

（1016ページ記載）

� 独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について （1082ページ記載）

（注） 所管府省退職者の再就職者 国の行政機関に常勤の職員として職務に従事した者で、国

家公務員を退職して、当該行政機関が所管する独立行政法人、公益法人等に再就職し

た者。人事交流による出向者等は含まない。

イ 特別会計、独立行政法人等が保有している剰余金、資産等に関するもの

特別会計、独立行政法人等が保有している剰余金、積立金等（以下「剰余金等」とい

う。）や保養施設、宿舎等の資産及び公益法人が保有している内部留保については、国

会、報道等で、財政健全化のため剰余金等や内部留保を見直して一般会計の財源等とし

て活用する方法等が議論されたり、保有資産の処分や有効活用の促進が求められたりす

るなど様々な問題が指摘されている。

本院は、効率性、有効性等の観点から、剰余金等、保有資産及び内部留保について、

その規模が適切なものとなっているか、効率的に活用されているかなどに着眼して、特

別会計を所管する府省、独立行政法人、公益法人等に対して検査を実施している。

上記に関する 20年次の検査結果としては、次のような事項を検査報告に掲記してい

る。
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� 意見を表示し又は処置を要求した事項

� 独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投資特別会計か

らの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示したもの

（総務省・115ページ記載）

� 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業

投資特別会計からの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表

示したもの （経済産業省・509ページ記載）

� エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定において、過年度の不用額の発生要

因を十分に見極め、歳出予算の見積りを行う際に反映させるなどして剰余金を減少

させるよう意見を表示したもの

（経済産業省、環境省・517、698ページ記載）

� 統合して株式会社日本政策金融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営に

当たり、空室の情報を共有するなどして所有住宅の有効活用を図ることにより、借

上住宅の賃借に係る費用を節減する措置を講ずるよう適宜の処置を要求し及び是正

改善の処置を求めたもの

（国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫・742ページ記載）

� 宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地について、利用状況を考慮するな

どして保有の必要性を検討するとともに、不要な資産の確実な国庫返納に備えるよ

う改善の処置を要求したもの （独立行政法人造幣局・807ページ記載）

� 国会からの検査要請事項に関する報告

� 独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について

（再掲 1082ページ記載）

� 特定検査対象に関する検査状況

� 国鉄清算業務に係る財務について （1206ページ記載）

ウ 独立行政法人、公益法人等の会計に関するもの

独立行政法人、公益法人等については、国会、報道等で、業務の見直しや廃止等の検

討が求められたり、所管府省退職者の再就職者の在籍状況が取り上げられたりするなど

様々な問題が指摘されている。特に、所管府省と契約を締結したり、所管府省から国庫

補助金等の財政援助を受けたりしている独立行政法人、公益法人等については、所管府

省から支出される国費と所管府省退職者の再就職者に支払われる人件費等を関連付けて

議論が行われている。

本院は、従来、独立行政法人、公益法人等に対して、合規性、経済性、効率性、有効

性等の観点から、所管府省と締結している契約に係る経費の算定及び支払が業務の実態

等を反映した適切なものとなっているか、国庫補助金等の経理が適切に行われているか

などに着眼して検査を実施している。このほか、所管府省退職者の再就職者が多いこと

も踏まえて、経済性、効率性等の観点から、経営状況及び収支状況は健全となっている

か、費用に占める人件費割合が高くなっていないかなどにも着眼して検査を実施するこ

ととしている。

上記に関する 20年次の検査結果としては、「団体別の検査結果」として第 3章第 2節

に掲記したものに加えて、次のような事項を検査報告に掲記している。
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� 不当事項

� 科学技術総合研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるもの

（文部科学省・190ページ記載）

� 情報の整理、解析等に係る委託業務の実施に当たり、部分休業制度を利用した職

員の給与の減額分を委託費に含めていたため、委託費の支払額が過大となっている

もの （文部科学省・191ページ記載）

� 政府開発援助ユネスコ活動費補助金の経理が不当と認められるもの

（文部科学省・193ページ記載）

� 地域求職活動援助事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から不正な支払

を行い、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていたため、委託費の支払額が

過大となっているもの （厚生労働省・231ページ記載）

� 生涯職業能力開発事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託事業とは関係のな

い他法人が負担すべき経費を含めて委託費から支払う経費を算出するなどしていた

ため、委託費の支払額が過大となっているもの （厚生労働省・237ページ記載）

� 緊急サポートネットワーク事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事

していなかった期間に係る職員の賃金を委託費から支払うなどしていたため、委託

費の支払額が過大となっているもの （厚生労働省・240ページ記載）

� 小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等の実施に当たり、領収書等による支

払の事実の裏付けがない経費を含めるなどしていたため、委託費の支払額及び補助

金の交付額が過大となっているもの （厚生労働省・245ページ記載）

	 技能向上対策費補助金の経理において、補助対象経費の精算が過大となっている

もの （厚生労働省・333ページ記載）


 食生活健全化・食料消費改善対策事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費

税額に係る補助金等を返還していないもの （農林水産省・406ページ記載）

� 食料産業クラスター推進事業等の実施に当たり、補助の対象とならない経費を事

業費に含めていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

（農林水産省・413ページ記載）

� 海外漁業協力効率化促進事業の実施に当たり、補助の対象とならない賞与、住宅

手当等を事業費に含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されるなどしてい

るもの （農林水産省・435ページ記載）

� 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

� 日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業の実施に当たり、日本語教育機関

の審査を行う審査委員会の実施経費について、審査料収入で経費を賄えることか

ら、補助対象経費から除外するよう改善させたもの

（文部科学省・209ページ記載）

� アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業の実施に当たり、事業の実

績額により契約金額の精算を行うこととするよう改善させたもの

（文部科学省・211ページ記載）
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� 民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練について、職業の安定等を目的

とする趣旨を踏まえて、就職者等から短期雇用者を除くことにより、就職支援経費

の算定方法を適切なものとするよう改善させたもの

（厚生労働省・384ページ記載）

� 道路管理データベースシステムを効率的、効果的に運用するため、道路管理に必

要な電気通信設備を確実に登録するよう改善させたもの

（国土交通省・679ページ記載）

� 国会及び内閣に対する報告

� 国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約

金条項の導入状況等について （945ページ記載）

� 国会からの検査要請事項に関する報告

� 各府省等が締結している随意契約に関する事項について

（再掲 973ページ記載）

� 独立行政法人日本スポーツ振興センターにおけるスポーツ振興くじの実施状況に

ついて （997ページ記載）

� 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府

開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効果について

（再掲 1016ページ記載）

� 独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について

（再掲 1082ページ記載）

エ 年金事業の運営に関するもの

年金事業の運営に関しては、国会、報道等で、オンラインシステム上の記録が台帳等

から正確に入力されていないなどといった年金記録問題、厚生年金保険料の算定基準と

なる標準報酬月額が被保険者の知らないうちに引き下げられたり、その記録が消された

りするといった標準報酬月額の改ざん問題等の様々な問題が指摘されている。

本院は、年金事業の運営について、従来、合規性等の観点から、保険料の徴収に過不

足がないか、厚生年金、国民年金等の支給が適正になされているかなどに着眼して検査

を実施している。上記のような問題が国会、報道等で取り上げられた際には、社会保険

庁等において会計実地検査を行い、関係者から説明を受けたり、資料を徴したりするな

どの方法により検査を実施している。

上記に関する 20年次の検査結果としては、次のような事項を検査報告に掲記してい

る。

� 不当事項

� 健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

（厚生労働省・217ページ記載）

� ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約において、仕様書の記

載、委託業者への指示等が適切でなかったため、再度、ねんきん特別便の作成及び

発送が必要となり不経済となっているもの （厚生労働省・242ページ記載）

� 厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの

（厚生労働省・255ページ記載）
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� 職員の不正行為による損害が生じたもの （厚生労働省・335ページ記載）

� 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

� 年度途中に急きょ設置された組織等の運営経費に係る経理について、方針を定め

ることにより、速やかに適切な手続が執られるよう改善させたもの

（総務省・122ページ記載）

オ 政府開発援助に関するもの

政府開発援助（以下「ODA」という。）に関しては、厳しい財政状況の中、国民の厳しい

目が向けられており、時宜にかなった ODA案件の実施や費用の縮減、ODAの一層の

透明性の向上、適正かつ効率的な執行に努力することなどが求められている。

本院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、資金の供与等は法令及び予

算に従って適正に行われているか、援助の効果が早期に発現するよう適切な措置が執ら

れているかなどに着眼して、援助実施機関において検査を実施するとともに、有効性等

の観点から、相手国における事業の実施状況を中心に、事業は計画どおり順調に進ちょ

くしているかなどに着眼して現地調査を実施している。

上記に関する 20年次の検査結果としては、次のような事項を検査報告に掲記してい

る。

� 不当事項

� 政府開発援助ユネスコ活動費補助金の経理が不当と認められるもの

（再掲 文部科学省・193ページ記載）

� 私立大学等経常費補助金（私立大学教育研究高度化推進特別補助）の経理が不当と

認められるもの （文部科学省・206ページ記載）

� 国の施設等機関における受託事業に係る会計経理が会計法令に違背しているもの

（厚生労働省・221ページ記載）

� 海外漁業協力効率化促進事業の実施に当たり、補助の対象とならない賞与、住宅

手当等を事業費に含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されるなどしてい

るもの （再掲 農林水産省・435ページ記載）

� 意見を表示し又は処置を要求した事項

� 政府開発援助の実施に当たり、外務省及び独立行政法人国際協力機構において、

援助の効果が十分発現するよう意見を表示したもの

（外務省及び独立行政法人国際協力機構・142、819ページ記載）

� 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

� 国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金の返還等について、受入れなどに係

る具体的な事務手続を定めることなどにより、早期に処理するよう改善させたもの

（外務省・153ページ記載）

� 日本語教育機関の質的向上の推進に資する事業の実施に当たり、日本語教育機関

の審査を行う審査委員会の実施経費について、審査料収入で経費を賄えることか

ら、補助対象経費から除外するよう改善させたもの

（再掲 文部科学省・209ページ記載）

� アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業の実施に当たり、事業の実

績額により契約金額の精算を行うこととするよう改善させたもの

（再掲 文部科学省・211ページ記載）

第
4
章

第
5
節

国
民
の
関
心
の
高
い
事
項
等
に
関
す
る
検
査
状
況

― 1240―



� 国会からの検査要請事項に関する報告

� 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府

開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効果について

（再掲 1016ページ記載）

� 政府開発援助の無償資金協力及び技術協力における契約入札手続等について

（1043ページ記載）

� ODA事業の執行状況について （1069ページ記載）

� 特定検査対象に関する検査状況

� ベトナムに対する円借款事業において道路建設中に発生した橋桁の崩落事故につ

いて （1220ページ記載）

カ その他

上記アからオまでのほか、会計検査に関連する問題としては、生活保護費の通院移送

費が過大に支給されていたことなどの公的給付の不正受給に関する問題、都道府県等に

おける国庫補助金等の不適切な経理処理の問題、防衛装備品等の輸入に係る過大請求の

問題、道路整備特別会計における不適切な予算執行等の各府省等における不適切な経理

処理に関する問題等が国会、報道等で取り上げられている。本院は、会計検査に関連す

る問題が国会、報道等で取り上げられた際には、必要に応じて関係府省等に対する会計

実地検査を行い、関係者から説明を受けたり、資料を徴したりするなどの方法により検

査を実施している。また、20年度予算執行調査の対象とされた事業についても、多角

的な観点から検査を実施している。

上記に関する 20年次の主な検査結果としては、次のような事項を検査報告に掲記し

ている。

� 不当事項

� 地域教育力再生プラン等及び家庭教育支援総合推進事業を委託により実施するに

当たり、再委託先において、事業に従事していないのに謝金を支払ったこととする

などしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの

（文部科学省・188ページ記載）

� 臨床研修費等補助金の算定において、補助の対象とはならない法人負担分の共済

掛金等を補助対象事業費に含めていたため、国庫補助金が過大に交付されているも

の （厚生労働省・273ページ記載）

� 生活保護費負担金の経理において、医療扶助に係る通院移送費の支給が適正に行

われていなかったため、国庫負担金が過大に交付されているもの

（厚生労働省・301ページ記載）

� 家畜共済損害防止事業の実施に当たり、事業に使用する自動車の使用料を実際の

走行距離を把握することなく過大に算定していたため、交付対象事業費の精算が過

大となっているもの （農林水産省・405ページ記載）

� 中型回転翼航空機の調達に当たり、監督及び検査が適正でなかったため、仕様書

で要求する機能の一部を有していないなどしているのに契約金額の全額を支払って

いるもの （国土交通省・539ページ記載）

� 廃棄物処理施設整備事業の実施に当たり、仕様書で定めた設備能力についての確
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認が十分でないまま施設の引渡しを受けたなどのため施設が所期の機能を発揮でき

ず、補助の目的を達していないもの （環境省・691ページ記載）

� 地域新エネルギー導入促進事業で設置した発電施設が、ごみ処理施設から発電に

適した燃料ガスが供給されないため稼働することができず、補助の目的を達してい

ないもの

（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構・825ページ記載）

� 意見を表示し又は処置を要求した事項

� 高齢者の生活特性に配慮した公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提

供するために整備された高齢者生活相談所及び LSA専用住戸を有効に利活用する

よう意見を表示したもの （国土交通省・601ページ記載）

� 一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の

遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見

を表示したもの （国土交通省・608ページ記載）

� 道路整備特別会計における支出が適正かつ効率的に行われるよう意見を表示した

もの （国土交通省・622ページ記載）

� 国会及び内閣に対する報告

� 裁判員制度に係る広報業務の実施状況について （934ページ記載）

� 国会からの検査要請事項に関する検査状況

� 防衛装備品の一般輸入による調達について （1118ページ記載）

� 特定検査対象に関する検査状況

� 都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況について

（1178ページ記載）

本院は、上記アからカに掲げた国民の関心の高い事項については、今後も多角的な観点

から引き続き検査を行っていく。

� その他の検査の状況

上記の検査の結果検査報告に掲記したもののほか、国民の関心の高い事項としては、無

許可専従、タクシー乗車券の使用、レクリエーション用具等の購入、官製談合疑惑、遺棄

化学兵器処理事業、株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル（PCI）の不

正経理等様々な問題が指摘されており、これらについても検査を実施している。本院は、

これらの国民の関心の高い事項について、今後も引き続き検査を行っていく。

3 本院の所見

本院は、今後も我が国の社会経済の動向、財政の現状等を踏まえて国民の期待にこたえる

検査に努めるために、国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関

心の高い事項については、必要に応じて機動的・弾力的な検査を行うなど、適時適切に対応

するとともに、予算執行調査をはじめとする我が国の財政の健全化に向けた様々な取組につ

いて留意しながら検査を行っていくこととする。
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（概況）

平成 19年 10月から 20年 9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失

についての通知を受理したものは 28件 8,955,495円である。これに繰越し分 27件

1,552,558,262円を加えて、処理を要するものは 55件 1,561,513,757円であり、そのうち上記の

期間内に処理したものは 40件 1,054,217,135円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

所 管
処理を要するもの 処理したもの

����������� �����������
件 千円 件 千円

裁 判 所 1 72 1 72
総 務 省 33 1,546,329 21 1,039,146
法 務 省 2 120 1 20
外 務 省 4 6,732 2 6,718
財 務 省 3 300 3 300
文 部 科 学 省 1 689 1 689
厚 生 労 働 省 11 7,271 11 7,271

計 55 1,561,513 40 1,054,217

（処理したものの内訳）

処理したものの内訳は次のとおりである。

� 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの 4件 21,904,845円

� 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの 1件 20,000円

� 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているも

の 21件 23,342,977円

	 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職

員との間に裁判上の和解が成立しているものなど 14件 1,008,949,313円

（検定したものの説明）

現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。

� 東北郵政局管内五戸郵便局出納員佐々木某が、15年 1月 21日及び 3月 4日に、預金者か

ら受領した定額郵便貯金預入金等 3,432,336円を領得したもの

� 東京郵政局管内代々木郵便局出納員勝某が、15年 3月 26日に、契約者から受領した簡易

生命保険の貸付弁済金 7,876,236円を領得したもの

� 東海郵政局管内浅羽郵便局出納員伊藤某が、15年 2月 14日及び 3月 13日に、部内職員

からの正規の事務処理とは異なっている保険解約還付金等の支払請求に対して関係書類を形

式的に確認するだけで払い渡して、当該部内職員に保険解約還付金等 4,031,942円を領得さ

れたもの

第 5章 会計事務職員に対する検定

第 1節 国の現金出納職員に対する検定
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� 九州郵政局管内折尾郵便局出納員有田某が、13年 4月 12日及び 5月 11日に、預金者か

ら払戻しを依頼されて預かった定額郵便貯金証書を内務の職員に提出して交付を受けた定額

郵便貯金払戻金 6,564,331円を領得したもの

また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、拘置所の現金出納職員が偽造紙幣

を受領したため現金を亡失した事態について、現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったこ

とによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。

第 2節 国の物品管理職員に対する検定

（概況）

平成 19年 10月から 20年 9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失

又は損傷についての通知を受理したものは 12,223件 2,702,500,716円である。これに繰越し分

17件 243,449,273円を加えて、処理を要するものは 12,240件 2,945,949,989円であり、そのう

ち上記の期間内に処理したものは 12,209件 2,577,754,183円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

所 管
処理を要するもの 処理したもの

����������� �����������
件 千円 件 千円

国 会 6 2,085 6 2,085
裁 判 所 9 3,438 9 3,438
会 計 検 査 院 2 199 2 199
内 閣 9 2,698 9 2,698
内 閣 府 438 171,801 437 171,304
法 務 省 665 21,363 664 21,132
外 務 省 5 5,679 4 4,929
財 務 省 9,853 87,821 9,853 87,821
文 部 科 学 省 1 47,040 1 47,040
厚 生 労 働 省 74 7,752 74 7,752
農 林 水 産 省 74 38,167 68 15,920
経 済 産 業 省 282 3 282 3
国 土 交 通 省 156 58,463 144 54,571
環 境 省 1 296 1 296
防 衛 省 665 2,499,138 655 2,158,559

計 12,240 2,945,949 12,209 2,577,754

処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に遠隔操縦観測システム無

人機等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

（処理したものの内訳）

処理したものの内訳は次のとおりである。

� 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでは

ないと認めたもの 11,631件 2,170,741,805円

� 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に

補てんされているもの 578件 407,012,378円
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第 3節 政府関係機関の現金出納職員に対する検定

平成 19年 10月から 20年 9月までの間に、政府関係機関から現金出納職員の保管する現金

の亡失についての通知を受理したものはなく、繰越し分が国際協力銀行
（注）

の 1件 8,423,015円あ

るが、これについては上記の期間内に処理を了していない。

（注） 国際協力銀行は、平成 20年 10月 1日に、株式会社日本政策金融公庫の設立に伴い解散

して、同行が行っていた国際金融等業務は同公庫に、また、海外経済協力業務は独立行政

法人国際協力機構にそれぞれ承継された。
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会計検査院の検査対象のうち、国の会計及び政府関係機関その他国が資本金の 2分の 1以上を出資して

いる法人について、歳入歳出、債務等の状況、また、これら検査対象相互間の資金の受払等である、国の

会計間の繰入れ、財務の状況、財政投融資等の状況、さらに検査対象のうち特定の決算等の状況を示す

と、次のとおりである。

第 1 国 の 会 計

1 概 況

平成 19年度における国の一般会計及び 28特別会計の歳入及び歳出は、次のとおりである。

� 歳 入

一 般 会 計 84兆 5534億 7859万余円
特 別 会 計 395兆 9203億 0621万余円
合 計 480兆 4737億 8481万余円

上記の合計額から、会計間の繰入れによる歳入歳出の重複額等 233兆 2437億 3503万余円を控除し

た歳入の純計額は、247兆 2300億 4977万余円となっている。この純計額から、更に前年度剰余金の

受入れ等 27兆 0755億 2275万余円を控除した純歳入額は 220兆 1545億 2702万余円となる。

� 歳 出

一 般 会 計 81兆 8425億 7022万余円
特 別 会 計 353兆 2831億 7772万余円
合 計 435兆 1257億 4795万余円

上記の合計額から、会計間の繰入れによる歳入歳出の重複額等 231兆 6108億 7383万余円を控除し

た歳出の純計額は、203兆 5148億 7412万余円となっている。

2 一般会計の歳入及び歳出

� 歳 入

19年度における一般会計の収納済歳入額及びその主な内訳（構成比率）は、次のとおりである。

千円
収納済歳入額 84,553,478,596
租税及印紙収入 51,018,246,252（60.3％）
公債金 25,381,999,333（30.0％）
財政法（昭和 22年法律第 34号）第 4条第 1項ただし書の規定
により発行された公債（建設公債）の収入金

6,043,999,738

平成 19年度における財政運営のための公債の発行の特例
等に関する法律（平成 19年法律第 25号）第 2条第 1項の規定
により発行された公債（特例公債）の収入金

19,337,999,594

その他 8,153,233,010（ 9.6％）

第 6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第 1節 国の財政等の概況
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� 歳 出

19年度における一般会計の支出済歳出額及びその主な内訳（構成比率）は、次のとおりである。

千円
支出済歳出額 81,842,570,225
社会保障関係費 21,140,981,230（25.8％）
文教及び科学振興費 5,457,732,189（ 6.7％）
国債費 19,290,408,668（23.6％）
地方交付税交付金 14,619,635,000（17.9％）
防衛関係費 4,757,565,015（ 5.8％）
公共事業関係費 7,257,115,172（ 8.9％）
その他 9,319,132,949（11.4％）

なお、支出済歳出額に対する前記の公債金 25兆 3819億 9933万余円の割合は 31.0％（18年度

33.7％）である。

3 特別会計の損益等

� 一般会計からの繰入額

19年度において一般会計から繰入れを受けているものが 28特別会計のうち 22特別会計あり、そ

の合計額は 47兆 8540億 4719万余円である。このうち、一般会計からの繰入額が 1兆円以上のもの

は、次のとおりである。なお、括弧書きの数値は、当該特別会計（勘定）の収納済歳入額に占める一般

会計からの繰入額の割合である。

千円
交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定） 14,931,618,000（29.1％）
国債整理基金特別会計 19,290,408,668（ 9.4％）
年金特別会計（国民年金勘定） 1,843,633,668（33.1％）

（厚生年金勘定） 5,165,881,870（14.3％）
道路整備特別会計 2,102,848,387（45.8％）

� 特別会計の損益

28特別会計の中で法令上損益計算書を作成しているものが 16特別会計ある。この 16特別会計の

うち、19年度末において翌年度繰越利益金が 1兆円以上となっているものは、次のとおりである。
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19年度の利益金
（�損失金）

19年度末における
翌年度繰越利益金

千円 千円
財政融資資金特別会計 2,301,470,290 20,170,598,321
労働保険特別会計（労災勘定） 115,127,044 8,292,793,224

（雇用勘定） 796,722,286 5,822,938,462
年金特別会計（基礎年金勘定） 135,363,899 2,293,611,293

（国民年金勘定） � 861,627,025 8,710,759,248
（厚生年金勘定） � 3,341,705,099 131,091,000,574

また、19年度末において翌年度繰越損失金が生じている特別会計は、次のとおりである。

19年度の利益金
（�損失金）

19年度末における
翌年度繰越�損失金

千円 千円
年金特別会計（健康勘定） � 111,274,354 � 1,177,765,612
食料安定供給特別会計（農業経営基盤強化勘定） � 7,744,656 � 4,661,242
農業共済再保険特別会計（果樹勘定） 1,528,127 � 31,740,903
国有林野事業特別会計 � 23,745,920 � 369,788,248
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
（漁業共済保険勘定）

1,338,863 � 29,535,751

都市開発資金融通特別会計 193,329 � 2,263,384

4 一般会計及び特別会計の債務

平成 19年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年

度末現在額の合計額は 904兆 1403億 2650万余円である。このうち主なものは次のとおりである。

� 公 債

公債の 19年度末現在額は 684兆 3956億 9713万余円で、前年度末に比べて 10兆 1927億 1229万余

円増加している。このうち主なものは次のとおりである。

千円
財政法第 4条第 1項ただし書の規定により発行したもの及びこ
の公債を借り換えるために発行したもの（建設公債）

236,953,060,532

公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及び
この公債を借り換えるために発行したもの（特例公債）

281,661,939,779

日本国有鉄道清算事業団承継債務を借り換えるために発行した
もの

19,413,443,700

国有林野事業承継債務を借り換えるために発行したもの 2,705,121,450
交付税及び譲与税配付金承継債務を借り換えるために発行した
もの

752,822,250

財政融資資金の運用の財源に充てるために財政融資資金特別会
計の負担において発行したもの（財投債）

139,754,339,418

� 借 入 金

一般会計及び各特別会計における借入金の 19年度末現在額の合計は 57兆 1589億 4955万余円で、

前年度末に比べて 2兆 1465億 8826万余円減少している。

� 一般会計の借入金

一般会計の借入金の 19年度末現在額は 18兆 5574億 8504万余円で、その主なものは次のとおり

である。

千円
交付税及び譲与税配付金借入金 16,932,563,022
旧日本国有鉄道借入金 1,577,113,172
旧日本国有鉄道清算事業団借入金 6,386,894
（注） 上記はすべて財政融資資金からの借入金である。
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� 特別会計の借入金

19年度末において借入金を計上しているものが 28特別会計のうち 9特別会計あり、この 9特別

会計の借入金の 19年度末現在額の合計は 38兆 6014億 6450万余円で、その主なものは次のとおり

である。

千円
交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定） 33,617,295,408
年金特別会計（健康勘定） 1,479,228,212
国有林野事業特別会計 1,279,482,488
（注） 上記のうち、交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定）における借入金には

21,416,399,000千円、国有林野事業特別会計における借入金には 631,963,625千円の民間金融機関から
の借入金がそれぞれ含まれているが、その他は財政融資資金からの借入金である。

5 今後一般会計からの繰入れを要する措置

上記のほか、19年度までに国の財政運営に資するなどのため、法律の規定に基づき、一般会計から

特別会計に繰り入れるべき国庫負担金の一部を繰り延べたり、特別会計から一般会計に特別に繰り入れ

たりするなどの措置が執られたものがある。これらのうち、法律の規定に基づき、今後一般会計から当

該各特別会計に繰り入れることとされているものの 19年度末における現在額は、次のとおりである。

千円
交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定） 6,414,522,370
エネルギー対策特別会計（電源開発促進勘定） 59,500,000
年金特別会計（国民年金勘定） 445,400,000

（厚生年金勘定） 2,635,000,000
自動車損害賠償保障事業特別会計（保障勘定） 49,000,000

（自動車事故対策勘定） 435,768,984
（注） 繰延べ等を行った期間に係る運用収入相当額は含まない。

第 2 国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人

平成 19年度末において国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人（清算中の法人等を除く。以下同

じ。）は、政府関係機関 7法人、独立行政法人 94法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国

立大学法人等」という。）90法人、政府関係機関、独立行政法人及び国立大学法人等以外の法人（以下「その

他の法人」という。）16法人、合計 207法人である。これらの法人の財務の状況を示すと以下のとおりであ

る。

1 資産、負債及び資本又は純資産の状況

� 資産、負債及び資本又は純資産

19年度末において国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人の貸借対照表の資産の部の合計

は 673兆 1826億余円、負債の部の合計は 602兆 9535億余円、資本の部の合計は 22兆 6327億余円

（うち政府出資金の額 12兆 4245億余円）及び純資産
（注 1）

の部の合計は 47兆 5963億余円（うち政府出資金

の額 33兆 2285億余円）である。このうち、政府出資金の額が 1兆円以上の法人について、その状況

を示すと次のとおりである。

第
6
章

第
1
節

第
2

国
が
資
本
金
の
2
分
の
1
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人

― 1250―



資 産 の 部 負 債 の 部 資 本 の 部 （政府出資金）
百万円 百万円 百万円 百万円

中 小 企 業 金 融 公 庫 6,817,846 5,560,218 1,257,627 1,526,364
日 本 政 策 投 資 銀 行 12,743,750 10,322,521 2,421,229 1,272,286
国 際 協 力 銀 行 20,525,014 10,823,108 9,701,906 8,376,072

資 産 の 部 負 債 の 部 純資産の部 （政府出資金）
百万円 百万円 百万円 百万円

日 本 郵 政 株 式 会 社 9,705,592 1,659,040 8,046,551 8,003,856
独立行政法人福祉医療機構 7,241,271 3,599,839 3,641,432 3,574,171
独立行政法人中小企業基盤整備機
構

11,711,202 11,263,616 447,586 1,094,543

独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構

42,024,413 35,612,630 6,411,783 3,567,622

国 立 大 学 法 人 東 京 大 学 1,307,642 241,246 1,066,395 1,003,559

なお、独立行政法人の資産の部の合計は 412兆 9702億余円、負債の部の合計は 387兆 7432億余

円、純資産の部の合計は 25兆 2269億余円（うち政府出資金の額は 17兆 6027億余円）であり、また、

国立大学法人等の資産の部の合計は 9兆 5914億余円、負債の部の合計は 2兆 8747億余円、純資産の

部の合計は 6兆 7167億余円（うち政府出資金の額は 6兆 0569億余円）である。

（注 1） 日本私立学校振興・共済事業団、商工組合中央金庫、株式会社、独立行政法人及び国立大学法人等

の貸借対照表は、資産、負債及び純資産の部に区分して表示されている。

� 延滞債権等

19年度末において国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人のうち貸付け等を行っているも

ので、民間金融機関のリスク管理債権
（注 2）

の開示基準を参考にするなどして、延滞債権等の状況を各法人

において開示しているものが 14法人ある。このうち、19年度末の延滞債権等の額の合計が 1000億

円以上のものについて、その状況を示すと次のとおりである。

破綻先債権 延 滞 債 権 �カ月以上
延 滞 債 権

貸 出 条 件
緩 和 債 権

合 計 貸付金等残高

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
国民生活金融公庫 171,461 350,201 317 279,829 801,809 7,860,594

農林漁業金融公庫 1,726 130,721 5,251 33,677 171,377 2,820,367

中小企業金融公庫 111,474 518,973 ― 227,291 857,740 6,276,435

日本政策投資銀行 1,329 57,429 26 60,988 119,774 11,576,662

国 際 協 力 銀 行 35,877 183,173 ― 182,468 401,519 18,692,942

商工組合中央金庫 84,665 240,174 4,062 97,887 426,790 9,114,977

独立行政法人福祉
医療機構

19,032 51,837 16,540 68,028 155,439 6,295,355

独立行政法人日本
学生支援機構

― 168,279 56,975 ― 225,254 5,200,989

独立行政法人住宅
金融支援機構

301,398 1,133,536 89,385 2,044,299 3,568,620 42,631,759

（注 2） 民間金融機関が、銀行法（昭和 56年法律第 59号）及び銀行法施行規則（昭和 57年大蔵省令第 10号）により

開示を義務付けられているもので、以下に掲げる 4区分に該当する貸出金について、その額及び合計

額を開示することとなっている。

� 破 綻 先 債 権 元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計

上しなかった貸出金のうち、更生手続開始の申立等の事由が発生した債務

者に対する貸出金

� 延 滞 債 権 元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
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上しなかった貸出金であって、�及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予したものを除く貸出金

� 3カ月以上延滞債権 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3箇月以上遅延している貸

出金（�及び�を除く。）

� 貸出条件緩和債権 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金（�、�及び�を除く。）

なお、商工組合中央金庫については、商工組合中央金庫法（昭和 11年法律第 14号）及び商工組合中央金

庫法施行規則（昭和 11年商工・大蔵省令）により、上記債権額の開示が義務付けられている。

2 損 益 の 状 況

19年度末において国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人で、当期利益金を計上しているも

のは 182法人、当期損失金を計上しているものは 22法人、損益を計上していないものは 3法人であ

る。当期利益金又は当期損失金を計上している法人のうち、翌年度繰越損失金を計上しているものが

25法人であり、翌年度繰越損失金の額の合計は 2兆 5833億余円である。

なお、独立行政法人のうち、19年度において当期利益金を計上しているものは 74法人、当期損失金

を計上しているものは 19法人、損益を計上していないものは 1法人、また、国立大学法人等のうち、

19年度において当期利益金を計上しているものは 90法人、当期損失金を計上している法人はない。

3 国からの補助金等、受託収入及び政府出資額の状況

19年度末において国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人に対して、事務及び事業を実施す

るために交付された国からの補助金等、受託収入及び政府出資額は 23兆 7377億余円である。

このうち、政府関係機関及びその他の法人に対する国からの補助金等、受託収入及び政府出資額の状

況は、次のとおりである。

区 分 政府関係機関 その他の法人
百万円 百万円

補給金 83,127 9,000

補助金 837 402,906

交付金 20,000 24,844

受託収入 ― 135,025

政府出資額 438,782 12,840,860

合 計 542,747 13,412,636

また、独立行政法人及び国立大学法人等に対する国からの補助金等、受託収入及び政府出資額の状況

は、次のとおりである。

区 分 独立行政法人 国立大学法人等
百万円 百万円

施設整備費補助金 82,227 45,807
運営費交付金 1,600,184 1,203,069
その他の補助金等 1,210,837 28,235
受託収入 251,527 65,367
政府出資額 5,284,780 10,303
合 計 8,429,557 1,352,784
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第 3 財政投融資等

1 財政投融資の概要

国の財政投融資の主なものは、財政投融資計画に基づき、社会資本の整備や中小企業に対する融資な

ど国の施策を行うため、国の特別会計、政府関係機関その他国が資本金の 2分の 1以上を出資している

法人、地方公共団体等（以下、これらのうち財政投融資の対象機関を総称して「財投機関」という。）に対

して、資金の貸付け、債券の引受け、出資あるいは保証を行うものである。これら貸付け等を行う原資

は、財政融資資金、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の郵便貯金資産（平成 19年 9月末ま

での旧日本郵政公社の郵便貯金資金を含む。）及び簡易生命保険資産（平成 19年 9月末までの旧日本郵政

公社の簡易生命保険資金を含む。）、産業投資特別会計並びに政府保証債及び政府保証借入金である。

2 財政投融資の原資

財政投融資の原資は、次のとおりである。

� 財政融資資金は、財政融資資金特別会計が発行する公債（財投債）並びに国の特別会計の積立金及び

余裕金の財政融資資金に預託された資金等を財源としている。

� 郵便貯金資産及び簡易生命保険資産は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業を通じて集められた資

金を財源としている（この原資は、地方公共団体への貸付け等にのみ運用されている。）。

� 産業投資特別会計は、投資先からの配当金や国庫納付金等を財源としている。

� 政府保証債及び政府保証借入金は、財投機関が発行する債券等に政府が保証を付したもので、これ

により財投機関は事業資金の円滑で有利な調達を行うことができる。

3 財政投融資計画の実績

財政投融資計画に係る財政融資資金等の貸付け等の平成 19年度における実績は 12兆 2584億余円で

あり、同年度末における残高は 245兆 1451億余円で、前年度末に比べて 30兆 3534億余円減少してい

る。そして、その原資別及び貸付け等先別の内訳は次のとおりである。

財政投融資計画の原資 19年度の貸付け等 19年度末の残高
百万円 百万円

（注 1）（注 2）
財政融資資金 7,683,487 184,018,998
郵便貯金資産 83,938 3,460,163

（注 2）
簡易生命保険資産 195,819 21,476,191
産業投資特別会計 9,097 3,317,574

（注 2）
政府保証債及び政府保証借入金 4,286,150 32,872,238
計 12,258,492 245,145,166

（注 1） 財政融資資金の平成 19年度末の財源の状況は次のとおりである。
�
�
�
�
�
�

百万円	








�

財投債 139,754,339
預託金 84,264,377
その他 20,750,149
財政融資資金計 244,768,866

（注 2） 財政融資資金及び簡易生命保険資産により引き受けた債券は収入金ベースで計上し、政府保証債
は額面ベースで計上している。政府保証外国債は、外国貨幣換算率により換算された金額を計上し
ている（以下、各表も同様）。
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貸付け等先 19年度の貸付け等 19年度末の残高
百万円 百万円

（注 3）
一般会計 ― 1,583,500
（注 4）

特別会計 139,303 2,582,340
政府関係機関 4,878,797 47,076,300
事業団等 358,300 2,078,256
独立行政法人 3,898,784 86,388,487
地方公共団体 2,952,407 83,753,737
その他 30,900 21,682,543
計 12,258,492 245,145,166

（注 3） 旧日本国有鉄道及び旧日本国有鉄道清算事業団の財政融資資金からの借入金を一般会計が承継し

たものである（下表も同様）。

（注 4） 旧石油公団の財政融資資金からの借入金の一部を旧石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別

会計が承継して、同特別会計の廃止により、エネルギー対策特別会計に帰属したものを含む。

上記貸付け等先のうち、19年度末において財政投融資計画に係る貸付け等の残高が 1兆円以上のも

のは、次のとおりである。

19年度の貸付け等 19年度末の残高
百万円 百万円

一般会計 ― 1,583,500
政府関係機関

国民生活金融公庫 1,860,022 6,302,112
農林漁業金融公庫 170,000 2,360,485
中小企業金融公庫 660,125 4,597,716
公営企業金融公庫 768,650 14,039,809
日本政策投資銀行 731,900 9,794,699
国際協力銀行 621,200 9,068,709
独立行政法人

独立行政法人住宅金融支援機構 900 33,241,908
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 2,483,000 27,634,932
独立行政法人都市再生機構 617,600 10,887,211
年金積立金管理運用独立行政法人 ― 3,784,100
独立行政法人福祉医療機構 231,800 3,120,321
独立行政法人日本学生支援機構 383,200 2,380,607
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 69,800 1,982,404
地方公共団体 2,952,407 83,753,737
その他

（注 5）
株式会社ゆうちょ銀行 ― 20,700,000
（注 5） 日本郵政公社は解散し、平成 19年 10月 1日に同公社への貸付金は、株式会社ゆうちょ銀行に承

継された。

4 財投機関債の発行状況

19年度における財投機関債
（注 6）

の発行実績は 24機関 4兆 8472億円であり、このうち発行額が 1000億円

以上のものは次のとおりである。

（注 6） 財投機関債 財投機関が民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券
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（注 7）
19年度の発行額（18年度の発行額）

百万円 百万円
政府関係機関

国民生活金融公庫 170,000 190,000
中小企業金融公庫 110,000 150,000
公営企業金融公庫 370,000 360,000
日本政策投資銀行 290,000 235,000
国際協力銀行 200,000 100,000

独立行政法人

独立行政法人住宅金融支援機構 2,462,500 ―

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 610,000 530,000
独立行政法人日本学生支援機構 117,000 117,000
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 100,000 75,000
（注 7） 発行額は、額面ベースで計上している。

5 財政融資資金の財政投融資計画以外の運用

財政融資資金のうち財政投融資計画以外に運用されているものは、19年度末現在 57兆 9559億余円

であり、その内訳は次のとおりである。

百万円
債券

長期国債 17,810,016
短期国債 9,386,222
外国債 140,000
貸付金

一般会計 16,932,563
特別会計 13,680,124
交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定） 12,200,896
年金特別会計（健康勘定） 1,479,228
独立行政法人

独立行政法人環境再生保全機構 3,400
地方公共団体 3,659
計 57,955,985

第 4 個別の決算等

歳入歳出決算等の検査対象別の概要は第 2節に記述するとおりであるが、国の会計等のより的確な理

解に資するために、一般会計歳出決算における不用額等の状況について個別に取り上げることとして、

その現状を述べると次のとおりである。

一般会計歳出決算における不用額等の状況

1 国の決算とその意義

� 国の決算の意義、重要性

国の予算は、日本国憲法第 86条に「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審

議を受け議決を経なければならない。」とされており、決算は、同法第 90条に「国の収入支出の決算

は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国

会に提出しなければならない。」とされている。

このように、我が国の財政活動は、国会の議決に基づく予算を基に執行され、その執行実績として

予算に対応した決算が作成されて、国会に提出される。
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決算は予算執行の実績を表示したものであることから、予算執行に関する情報提供の機能を持って

いる。予算が執行された後、決算情報を十分活用することにより、歳入予算に比して実際の収納はい

かなる実績を示したか、歳出予算は予算の目的どおり執行され、所期の効果を発現できたかなどを分

析、評価するなどして、将来の財政執行をより一層適正なものとしていくことなどが、決算制度の果

たすべき重要な役割となっている。

また、決算が正確性を欠くと、その分析、評価等を通じて予算の編成や執行の改善を図るという重

要な機能を的確に果たすことができないため、決算に表示される数値等が正確に表示されていること

は、極めて重要なものとなっている。

� 歳出決算の内容

国の歳入歳出決算は、財務大臣が歳入歳出予算と同一の区分である部局等の組織の別及び歳出の目

的に従った項の区分により作成されており、歳出決算は、財政法（昭和 22年法律第 34号）第 38条の規

定により、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度繰越

額、不用額の各事項を明らかにしなければならないとされている。このうち不用額は、歳出予算額に

前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加えたもの（以下「歳出予算現額」という。）のうち、

支出されないこととなった金額であり、歳出予算現額から支出済歳出額及び翌年度繰越額を控除した

金額となる。

また、歳出決算における歳出予算額は、当初予算の成立の後、補正予算が作成された場合は、当該

補正予算による予算額の追加、又は修正減少を反映したものとなる。このため、歳出決算の各事項に

補正予算も深く関連している。

なお、一般会計支出済歳出額の中には他会計への繰入れがあり、これを受け入れた特別会計におい

て、当該年度中に支出されず翌年度にも繰り越されなかったものは、当該特別会計の決算において不

用額となる。

また、特別会計において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、積立金としての積立て及び資

金への組入れを除き、同会計の翌年度歳入に繰り入れられるほか、予算で定めるところにより、同会

計の翌年度歳入に繰り入れる金額の全部又は一部を一般会計の歳入に繰り入れることができる。

� 不用額の発生理由等

前記のとおり、不用額は、歳出予算現額から支出済歳出額及び翌年度繰越額を控除した金額であ

る。歳出予算現額のうち支出されないこととなった金額である不用額については国庫金が支払われる

ことはない。

不用額が生じた具体的な原因、事情については、後述するように、�予算の経済的、効率的な執行

や経費の節約によるもの、�予算作成後の予見し難い事情の変更等によるもの、�予算上の見積りや

想定が実情と合っていなかったものなど、多様である。

不用額が生じたこと、又はその額や歳出予算現額に占める割合が大きいことなどをもって、直ちに

予算の見積りが正確でない、あるいは予算の執行が適切でないといった見方をすることは一面的であ

り、適当でない。

一方、我が国の財政が極めて厳しい現状にあり、毎年多額の公債を発行している状況において、予

算の執行をより的確に行っていくことは重要である。

� 一般会計の予算額、決算額等の推移及び概要

平成 10年度から 19年度までの一般会計の予算額及び決算額の推移は、表 1のとおりである。
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表 1 一般会計の予算額及び決算額の推移（平成 10年度～19年度）
（単位：億円）

平成

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

［歳入］

歳入予算額 A 879,914 890,188 897,702 863,525 836,889 819,395 868,787 867,048 834,583 838,041

うち租税及印紙収入 501,650 456,780 498,950 496,250 442,760 417,860 440,410 470,420 504,680 525,510

うち公債金 340,000 386,160 345,980 300,000 349,680 364,450 365,900 334,690 274,700 254,320

うち前年度剰余金受入 8 9,586 15,119 4,839 10 3,874 14,909 16,817 15,663 8,286

収納済歳入額 B 897,826 943,763 933,610 869,030 872,890 856,228 888,975 890,002 844,127 845,534

うち租税及印紙収入 494,318 472,344 507,124 479,481 438,332 432,824 455,890 490,654 490,690 510,182

うち公債金 339,999 375,135 330,039 299,999 349,679 353,449 354,899 312,689 274,699 253,819

うち前年度剰余金受入 17,001 53,908 53,389 40,399 20,919 36,147 32,068 40,007 34,806 29,672

（B－A） 17,912 53,574 35,908 5,504 36,000 36,832 20,188 22,954 9,543 7,492

［歳出］

歳出予算額 C 879,914 890,188 897,702 863,525 836,889 819,395 868,787 867,048 834,583 838,041

うち予算補正額 103,223 71,587 47,831 37,001 24,589 1,504 47,677 45,219 37,723 8,953

前年度繰越額 D 16,993 44,305 38,019 35,550 41,551 32,273 16,635 22,566 19,282 21,351

歳出予算現額 E＝C＋D 896,908 934,494 935,721 899,075 878,441 851,668 885,422 889,614 853,866 859,393

支出済歳出額 F 843,917 890,374 893,210 848,111 836,742 824,159 848,967 855,195 814,454 818,425

翌年度繰越額 G 44,305 38,019 35,550 41,551 32,273 16,635 22,566 19,143 21,351 20,755

不用額 H 8,684 6,101 6,960 9,412 9,425 10,874 13,888 15,275 18,060 20,212

歳出予算現額に占める不
用額の割合 I＝H/E 1.0％ 0.7％ 0.7％ 1.0％ 1.1％ 1.3％ 1.6％ 1.7％ 2.1％ 2.4％

（C－F） 35,996 � 185 4,491 15,414 146 � 4,764 19,819 11,852 20,128 19,616

［剰余金］

歳計剰余金 J＝B－F 53,908 53,389 40,399 20,919 36,147 32,068 40,007 34,806 29,672 27,109

前年度までに発生した剰
余金の使用残額 K 0 16 250 10 0 0 523 623 0 34

繰越歳出財源として控除
する額 L 44,305 38,019 35,550 20,908 32,273 16,635 22,566 19,143 21,351 20,755

地方交付税交付金等財源
として控除する額 M 16 4,950 2,217 ― ― 4,911 4,945 6,030 34 ―

純剰余金
N＝J－（K＋L＋M） 9,586 10,402 2,381 ― 3,874 10,521 11,972 9,009 8,286 6,319

歳出予算は、15、19両年度を除き毎年度 2兆円を超える補正が行われており、特に 10、11両年度

は 10.3兆円、7.1兆円の大規模な補正予算が計上されている。歳出決算は支出済歳出額において、

11、12両年度に 89兆円台となったが、13年度以降は 81.4兆円から 85.5兆円となっている。また、

翌年度繰越額は 1.6兆円から 4.4兆円あり、それぞれ翌年度の予算において前年度繰越額として歳出

予算現額を構成している。そして、歳出予算に計上されたもののうち支出されないこととなった金額

である不用額は、近年増加しており、特に 16年度以降の増加が顕著であり、19年度には 2.0兆円と

なっている。これに伴い歳出予算現額に占める不用額の割合（以下「不用率」という。）も、12年度まで

は 1％の範囲に収まっていたが、13年度以降は毎年上昇して、19年度では 2.4％となっている。

上記の不用額の発生は、当該年度の支出済歳出額を減少させており、これに伴い、歳入、歳出の決

算額の差額である財政法第 41条に定める剰余金（歳計剰余金）が増加することとなる。この歳計剰余

金は、2.0兆円から 5.3兆円と多額となっているが、このうち、前記の翌年度繰越の財源に充当する

ものなどを控除した財政法第 6条に定める剰余金（以下「純剰余金」という。）は、その計上がなかった

13年度を除き 0.2兆円から 1.1兆円となっている。この純剰余金のうち 2分の 1を下らない金額は、

財政法第 6条の規定に基づき、翌々年度までに、公債又は借入金の償還財源に充当されることとな

る。
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2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

� 検査の観点及び着眼点

我が国の財政をみると、19年度末現在の一般会計の公債残高が 542.3兆円に達しており、また、19

年度の国債費の支出済歳出額は 19.2兆円と一般会計歳出の支出済歳出額の 23.6％を占めるなど依然

として厳しい状況が続いており、国の施策を行うための予算の配分及び執行は有効かつ効率的に行わ

れることが重要となっている。

こうした中で、国は国民及び国会に対する決算等の説明責任を果たすとともに、決算の分析、評価

等を通じて次の予算の編成や執行の改善に活用することが強く求められている。決算のうち、不用額

は、計画段階での見積りである予算額と執行実績である決算額に開差が生じているものであり、その

具体的な原因、事情については、前記のとおり、�予算の経済的、効率的な執行や経費の節約による

もの、�予算作成後の予見し難い事情の変更等によるもの、�予算上の見積りや想定が実情と合って

いなかったものなど、多様であることから、その発生理由等を的確に把握することが重要である。

本院は、15年度決算検査報告の特定検査対象に関する検査状況に「一般会計歳出予算の執行状況に

ついて」を掲記して、14年度までの一般会計歳出予算の執行状況とともに不用額等の発生状況とその

推移等を記述しているが、19年度の不用額は、14年度の 0.9兆円の約 2.2倍に当たる 2.0兆円となっ

ている。

このような状況を踏まえて、一般会計歳出決算における歳出決算の各事項について、主に、不用額

等を中心に、正確性、有効性等の観点から次の項目に着眼して検査を行った。

� 不用額等は、主要経費別、使途別の歳出決算においてどのような状況となっているか。

� 不用額はどのような原因、事情等から発生しているか。

� 不用額の発生理由は歳出決算にどのように記述されているか。

� 不用額の予算への反映等はどのような状況となっているか。

� 繰越額と不用額との関係、補正予算等の状況はどのようになっているか。

� 検査の対象及び方法

一般会計を所管している 16府省等
（注 1）

の 15年度から 19年度までの歳出決算を対象に、歳出決算報告

書、各府省等が作成して財務省に提出している歳出決算分析調書
（注 2）

等により、18年度の不用額が生じ

た原因、事情等を分析、検討
（注 3）

するとともに、各府省等の本府省等において会計実地検査を行った。

（注 1） 16府省等 国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省（平成 19年 1月

8日以前は内閣府防衛庁）

（注 2） 歳出決算分析調書 1項の不用額が 1000万円以上、又は 1項の不用率が 20％以上のいずれかに

該当する（項）について、不用額が大きい順に各項の不用額の 70％程度に達するまでの（目）を

対象として、その不用内容（理由）が記載されている。

（注 3） 平成 18年度の不用額が生じた原因、事情等を分析、検討することとしたのは、本件分析には多岐

にわたる検査が必要なため、19年度に係る分析が本報告書作成に間に合わないためである。

3 一般会計歳出決算における不用額等の状況

� 主要経費別及び使途別の歳出決算における不用額等の状況

ア 主要経費別にみた一般会計歳出決算

15年度から 19年度までの不用額等の状況について主要経費別に一般会計歳出決算を整理する

と、表 2のとおりである。

第
6
章

第
1
節

第
4

個
別
の
決
算
等

― 1258―



表 2 主要経費別一般会計歳出決算

（単位：億円）

主要経費 年度
（平成）

当初予
算額

予算補
正追加
額

予算補
正修正
減少額

歳出予
算額

前年度
繰越額

予備費
使用額

流用等
増�減
額

歳出予
算現額

支出済
歳出額

翌年度
繰越額 不用額 構成比

社会保障関係費

15 189,907 7,317 380 196,844 1,840 109 ― 198,793 197,200 435 1,157 10.6％

16 197,970 6,120 143 203,947 435 19 ― 204,402 202,859 413 1,129 8.1％

17 203,807 4,969 542 208,234 413 ― ― 208,648 206,030 1,266 1,351 8.8％

18 205,738 3,970 981 208,727 1,266 72 ― 210,066 205,549 730 3,786 20.9％

19 211,408 3,551 1,434 213,525 730 9 ― 214,265 211,409 340 2,515 12.4％

文教及び科学振興
費

15 64,712 17 1,585 63,144 2,113 ― ― 65,257 64,720 380 156 1.4％

16 61,330 1,414 444 62,300 380 ― ― 62,681 61,490 944 246 1.7％

17 57,234 1,350 795 57,789 944 ― 0 58,733 57,008 1,568 156 1.0％

18 52,671 2,600 454 54,816 1,568 ― ― 56,385 53,306 2,853 225 1.2％

19 52,743 2,336 72 55,006 2,853 4 ― 57,864 54,577 3,033 253 1.2％

国債費

15 167,980 32 7,189 160,824 ― ― ― 160,824 155,440 ― 5,383 49.5％

16 175,685 14,332 7,233 182,784 ― ― ― 182,784 175,148 ― 7,635 54.9％

17 184,421 22,086 10,305 196,203 ― ― ― 196,203 187,359 ― 8,843 57.8％

18 187,615 9,295 7,759 189,151 ― ― ― 189,151 180,368 ― 8,782 48.6％

19 209,988 4,288 9,600 204,675 ― ― ― 204,675 192,904 ― 11,771 58.2％

恩給関係費

15 12,028 ― 3 12,025 333 ― ― 12,358 12,069 212 76 0.7％

16 11,321 ― 2 11,318 212 ― ― 11,530 11,359 111 59 0.4％

17 10,693 ― 2 10,691 111 ― ― 10,802 10,650 69 82 0.5％

18 9,988 ― 1 9,987 69 ― ― 10,056 9,917 59 80 0.4％

19 9,235 253 0 9,487 59 ― ― 9,547 9,406 101 39 0.1％

地方交付税交付金

15 163,926 ― ― 163,926 ― ― ― 163,926 163,926 ― ― 0.0％

16 153,886 11,686 ― 165,572 ― ― ― 165,572 165,572 ― ― 0.0％

17 145,709 13,516 ― 159,225 ― ― ― 159,225 159,225 ― ― 0.0％

18 137,424 21,425 ― 158,850 ― ― ― 158,850 158,850 ― ― 0.0％

19 146,196 2,992 2,992 146,196 ― ― ― 146,196 146,196 ― ― 0.0％

地方特例交付金

15 10,061 ― ― 10,061 ― ― ― 10,061 10,061 ― ― 0.0％

16 11,048 ― ― 11,048 ― ― ― 11,048 11,048 ― ― 0.0％

17 15,180 ― ― 15,180 ― ― ― 15,180 15,180 ― ― 0.0％

18 8,159 ― ― 8,159 ― ― ― 8,159 8,159 ― ― 0.0％

19 3,119 ― ― 3,119 ― ― ― 3,119 3,119 ― ― 0.0％

防衛関係費

15 49,529 131 630 49,030 554 362 ― 49,947 49,274 513 159 1.4％

16 49,029 333 232 49,130 513 206 ― 49,850 48,980 647 222 1.6％

17 48,563 582 189 48,956 647 159 ― 49,763 48,775 683 303 1.9％

18 48,139 710 149 48,700 683 155 ― 49,539 48,174 1,086 277 1.5％

19 48,016 430 32 48,414 1,086 94 ― 49,596 47,575 1,705 315 1.5％

公共事業関係費

15 80,970 2,125 90 83,005 23,000 ― ― 106,005 93,588 11,690 726 6.6％

16 78,159 10,915 47 89,027 11,690 242 ― 100,960 82,356 17,667 936 6.7％

17 75,310 4,899 55 80,154 17,667 122 ― 97,944 83,905 13,022 1,016 6.6％

18 72,014 5,799 43 77,770 13,162 ― ― 90,932 77,089 12,892 950 5.2％

19 69,472 4,562 74 73,960 12,892 95 ― 86,948 72,571 12,835 1,541 7.6％

経済協力費

15 8,160 1,322 44 9,438 1,005 ― ― 10,443 8,997 1,348 97 0.8％

16 7,685 155 25 7,815 1,348 503 ― 9,667 8,800 776 90 0.6％

17 7,404 331 18 7,717 776 ― ― 8,494 7,840 563 90 0.5％

18 7,218 809 11 8,016 563 ― ― 8,580 7,838 643 98 0.5％

19 6,912 1,049 11 7,950 643 ― ― 8,593 7,874 601 117 0.5％

中小企業対策費

15 1,728 845 124 2,449 75 ― ― 2,525 2,411 40 73 0.6％

16 1,737 1,310 96 2,951 40 ― 2 2,995 2,883 33 78 0.5％

17 1,729 795 94 2,431 33 ― 1 2,466 2,365 18 83 0.5％

18 1,616 945 44 2,516 18 ― � 2 2,532 2,396 30 106 0.5％

19 1,625 2,757 77 4,305 30 ― � 4 4,331 4,177 20 132 0.6％
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（単位：億円）

主要経費 年度
（平成）

当初予
算額

予算補
正追加
額

予算補
正修正
減少額

歳出予
算額

前年度
繰越額

予備費
使用額

流用等
増�減
額

歳出予
算現額

支出済
歳出額

翌年度
繰越額 不用額 構成比

エネルギー対策費

15 5,566 ― 40 5,526 62 ― ― 5,589 5,569 11 8 0.0％

16 5,064 1 31 5,035 11 ― ― 5,046 5,041 1 3 0.0％

17 4,953 0 28 4,925 1 ― ― 4,927 4,925 0 1 0.0％

18 4,709 ― 1 4,708 0 ― ― 4,708 4,707 ― 0 0.0％

19 8,647 10 0 8,657 ― ― ― 8,657 8,656 ― 0 0.0％

食料安定供給関係
費

15 6,875 772 190 7,456 264 1 ― 7,722 7,439 113 169 1.5％

16 6,748 44 43 6,749 113 ― ― 6,862 6,520 131 210 1.5％

17 6,754 82 130 6,707 134 18 0 6,860 6,569 93 197 1.2％

18 6,360 23 68 6,315 93 ― ― 6,409 6,100 86 222 1.2％

19 6,073 945 122 6,896 86 ― ― 6,982 6,742 75 163 0.8％

産業投資特別会計
へ繰入

15 1,636 ― ― 1,636 ― ― ― 1,636 1,024 ― 611 5.6％

16 987 ― ― 987 ― ― ― 987 977 ― 9 0.0％

17 710 ― ― 710 ― ― ― 710 710 ― ― 0.0％

18 480 ― ― 480 ― ― ― 480 480 ― ― 0.0％

19 202 ― ― 202 ― ― ― 202 202 ― ― 0.0％

改革推進公共投資
事業償還時補助等

16 4,168 8,642 ― 12,810 ― ― ― 12,810 12,809 ― 0 0.0％

17 3,689 7,610 ― 11,299 ― ― ― 11,299 11,299 ― 0 0.0％

その他の事項経費

15 51,305 1,656 1,437 51,525 3,024 846 ― 55,396 52,434 1,889 1,072 9.8％

16 52,784 2,478 956 54,306 1,889 134 � 2 56,328 53,117 1,838 1,371 9.8％

17 52,167 2,689 1,035 53,821 1,835 807 � 1 56,462 53,349 1,856 1,257 8.2％

18 51,222 3,515 854 53,883 1,856 70 2 55,812 51,515 2,969 1,327 7.3％

19 51,945 1,775 578 53,141 2,969 393 4 56,508 53,009 2,041 1,457 7.2％

予備費

15 3,500 ― 1,000 2,500 ― � 1,319 ― 1,180 ― ― 1,180 10.8％

16 3,500 ― 500 3,000 ― � 1,107 ― 1,892 ― ― 1,892 13.6％

17 3,500 ― 500 3,000 ― � 1,108 ― 1,891 ― ― 1,891 12.3％

18 3,500 ― 1,000 2,500 ― � 298 ― 2,201 ― ― 2,201 12.1％

19 3,500 ― 1,000 2,500 ― � 597 ― 1,902 ― ― 1,902 9.4％

計

15 817,890 14,221 12,716 819,395 32,273 ― ― 851,668 824,159 16,635 10,874 100.0％

16 821,109 57,435 9,757 868,787 16,635 ― ― 885,422 848,967 22,566 13,888 100.0％

17 821,829 58,915 13,696 867,048 22,566 ― ― 889,614 855,195 19,143 15,275 100.0％

18 796,860 49,094 11,371 834,583 19,282 ― ― 853,866 814,454 21,351 18,060 100.0％

19 829,088 24,951 15,998 838,041 21,351 ― ― 859,393 818,425 20,755 20,212 100.0％

不用額についてみると、毎年度、社会保障関係費、国債費、公共事業関係費、その他の事項経費

及び予備費において、不用額が多く、特に、国債費の不用額は、不用額合計の約半分（48.6％から

58.2％）を占めており、また、予備費の不用額も、不用額合計の約 1割（9.4％から 13.6％）となって

いる。

また、補正予算についてみると、国債費において毎年度公債の償還財源等の国債整理基金特別会

計への繰入れ等に対応するために、多くの予算補正追加額（以下「補正追加額」という。）、予算補正

修正減少額（以下「補正減少額」という。）が計上されている。また、地方交付税交付金では交付金の

精算のために、社会保障関係費では負担金等の義務的経費の精算に対応するために、公共事業関係

費では災害対策費等の追加等特に緊要となった事項等について措置を講ずるために、それぞれ多く

の補正追加額が計上されている。

イ 使途別にみた一般会計歳出決算

表 2の 15年度から 19年度までの不用額等の状況について使途別に一般会計歳出決算を整理する

と、表 3のとおりである。

第
6
章

第
1
節

第
4

個
別
の
決
算
等

― 1260―



表 3 使途別一般会計歳出決算 （単位：億円）

使途区分 年度
（平成）

当初予
算額

補正追
加額

補正減
少額

歳出予
算額

前年度
繰越額

予備費
使用額

流用等
増�減
額

歳出予
算現額

支出済
歳出額

翌年度
繰越額 不用額 構成比

人 件 費

15 42,373 1 1,145 41,231 0 12 � 17 41,227 40,946 0 280 2.5％

16 41,705 2 444 41,265 0 24 � 10 41,279 40,939 1 337 2.4％

17 41,439 0 449 40,991 1 21 0 41,014 40,631 0 383 2.5％

18 41,270 0 394 40,876 0 5 � 21 40,860 40,485 0 375 2.0％

19 41,168 67 175 41,060 0 15 3 41,080 40,709 0 370 1.8％

旅 費

15 1,144 3 62 1,086 8 9 7 1,111 1,040 6 64 0.5％

16 1,141 5 57 1,091 6 3 0 1,100 1,026 8 65 0.4％

17 1,130 3 60 1,074 8 5 0 1,089 1,007 7 74 0.4％

18 1,087 5 35 1,058 7 1 3 1,070 987 10 73 0.4％

19 1,053 1 7 1,049 10 1 � 1 1,059 977 6 75 0.3％

物 件 費

15 27,745 115 524 27,378 346 423 3 28,152 27,697 154 300 2.7％

16 27,794 277 516 27,590 154 198 � 11 27,930 27,287 267 376 2.7％

17 27,844 718 504 28,091 267 182 � 14 28,526 27,739 384 402 2.6％

18 28,678 836 395 29,128 384 207 0 29,719 28,879 406 433 2.4％

19 29,705 309 148 29,874 406 194 � 34 30,440 29,438 573 429 2.1％

施 設 費

15 9,655 896 6 10,534 3,006 ― � 12 13,528 11,635 1,717 174 1.6％

16 9,815 2,143 9 11,940 1,717 113 2 13,775 10,896 2,715 162 1.1％

17 9,357 1,067 22 10,387 2,715 21 � 13 13,110 10,786 2,088 235 1.5％

18 8,939 1,689 5 10,590 2,088 ― 0 12,678 9,473 2,970 234 1.2％

19 8,561 822 26 9,326 2,970 30 � 3 12,323 8,954 2,760 608 3.0％

補助費・
委託費

15 227,573 11,223 1,901 236,974 17,419 747 5 255,147 242,421 10,972 1,753 16.1％

16 247,861 21,469 806 268,585 10,972 728 � 9 280,277 263,023 14,760 2,493 17.9％

17 243,009 15,966 1,603 257,414 14,760 769 � 7 272,937 257,787 12,939 2,210 14.4％

18 232,318 12,291 1,601 243,066 13,079 9 � 11 256,144 239,127 13,596 3,420 18.9％

19 234,151 11,223 1,806 243,618 13,596 329 � 2 257,541 240,632 13,049 3,859 19.0％

他会計へ
繰入

15 486,398 1,362 7,984 479,776 11,100 109 ― 490,985 480,559 3,523 6,902 63.4％

16 470,710 32,368 7,325 495,753 3,523 2 ― 499,280 486,260 4,667 8,352 60.1％

17 477,527 40,456 10,437 507,545 4,667 98 ― 512,311 498,832 3,644 9,834 64.3％

18 463,652 33,572 7,839 489,385 3,644 ― ― 493,030 477,711 4,242 11,075 61.3％

19 494,135 9,817 12,801 491,152 4,242 ― ― 495,394 478,540 4,204 12,649 62.5％

そ の 他

15 22,999 618 1,091 22,413 391� 1,302 13 21,515 19,858 259 1,397 12.8％

16 22,080 1,167 598 22,560 259� 1,071 29 21,777 19,533 144 2,100 15.1％

17 21,521 702 619 21,543 144� 1,098 34 20,625 18,411 78 2,134 13.9％

18 20,912 698 1,098 20,477 78 � 223 29 20,361 17,789 125 2,447 13.5％

19 20,312 2,709 1,032 21,960 125 � 571 37 21,552 19,173 160 2,218 10.9％

計

15 817,890 14,221 12,716 819,395 32,273 ― ― 851,668 824,159 16,635 10,874 100.0％

16 821,109 57,435 9,757 868,787 16,635 ― ― 885,422 848,967 22,566 13,888 100.0％

17 821,829 58,915 13,696 867,048 22,566 ― ― 889,614 855,195 19,143 15,275 100.0％

18 796,860 49,094 11,371 834,583 19,282 ― ― 853,866 814,454 21,351 18,060 100.0％

19 829,088 24,951 15,998 838,041 21,351 ― ― 859,393 818,425 20,755 20,212 100.0％
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不用額についてみると、毎年度、補助費・委託費、他会計へ繰入及び「その他」の不用額が多く、

この 3者で不用額合計の 9割以上（92.4％から 93.8％）を占めている。このうち、他会計へ繰入は、

公債の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰入れである国債費を含むことなどから、最も不用

額が多く、不用額合計の 6割以上（60.1％から 64.3％）を占めている。

また、補正予算についてみると、補助費・委託費において多くの補正追加額が計上されているほ

か、他会計へ繰入においては、多くの補正追加額、補正減少額がそれぞれ計上されている。

� 不用額が生じた原因、事情等

不用額は、国会で議決した予算に対してこれを支出せず、経費使用の実績が予算での想定を下回っ

ているものである。不用額の発生には、前記のとおり、予算の経済的、効率的な執行、経費節減によ

る成果によるものもあれば、予算作成後の予見し難い事情の変更等により生じたもの、予算上の見積

りや想定が実情と合っていなかったものもあるなど、様々なケースがある。また、その発生理由が、

主として予算編成段階にある場合、執行段階にある場合、さらに両者が複合的に影響している場合も

ある。このように不用額の発生理由は一律でなく、その評価に当たっては発生理由の分析が重要であ

る。

そこで、18年度の一般会計歳出決算において不用額が 30億円以上となっている 40目（不用額計

1,567,056百万円、不用額全体の 86.8％）を対象に、不用額が生じた具体的な原因、事情を検査した。

その際、国債費及び予備費については、いずれも不用額が大きく、国債費は歳出の財源に充てるため

に発行された公債の償還費、利払い費等であること、予備費は予見し難い予算の不足に充てる経費で

あることから、国債費及び予備費とそれ以外の（目）に分けて検査することとした。

ア 国債費

（項）国債費のうち予算額の 98％以上を占める（目）普通国債等償還財源等国債整理基金特別会計

へ繰入（以下「普通国債償還財源繰入」という。）では、毎年度不用額が生じている。

普通国債償還財源繰入は、一般会計の負担に属する国債・借入金の償還及び国債・借入金の利子

等の支払並びにこれらの事務取扱いに必要な経費に充てる財源として、国債整理基金特別会計へ繰

り入れるものである。

普通国債償還財源繰入については、財務省は、当初予算成立後、国債利子等の金利の変動等も加

味するなどして、毎年 12月ごろに、補正予算において補正追加額や補正減少額を計上している。

普通国債償還財源繰入の不用額は、表 4のとおり、18年度に 8782億円に上っており、不用額が最

大の（目）で、不用率も、一般会計歳出全体では 2.1％であるのに対して普通国債償還財源繰入では

4.7％と高くなっている。また、19年度の普通国債償還財源繰入の不用額は 1兆 1771億円に上っ

ており、不用率も 5.8％と更に増加している。

表 4 普通国債償還財源繰入の執行状況 （単位：百万円）

年
度
所
管 項 目 当初予算額 補正追加額 補正減少額 歳出予算現

額
支出済歳出
額 不 用 額 不 用 率

平成

15
財

務

省

国

債

費

普通 16,663,758 3,264 718,915 15,948,108 15,409,713 538,394 3.4％

16 国債 17,449,395 1,433,214 723,352 18,159,257 17,395,713 763,543 4.2％

17 償還 18,209,356 2,156,057 1,030,528 19,334,885 18,450,509 884,376 4.6％

18 財源 18,615,489 929,511 775,962 18,769,038 17,890,802 878,235 4.7％

19 繰入 20,946,531 428,804 960,028 20,415,307 19,238,132 1,177,175 5.8％
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そして、普通国債償還財源繰入の支出済歳出額の内訳は、表 5のとおりであり、いずれの年度に

おいても国債償還と国債利子が全体の額の約 9割を占めている。

表 5 普通国債償還財源繰入の支出済歳出額の内訳 （単位：百万円）

区 分 平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

債務償還費 7,484,684 9,920,306 11,304,376 10,770,891 11,742,318

国債償還 7,203,884 9,612,458 10,956,127 10,621,806 9,857,440

借入金償還 280,799 307,847 348,249 149,085 1,884,877

利子及割引料 7,780,394 7,331,219 7,029,202 7,044,040 7,436,261

国債利子 7,503,450 7,101,721 6,839,273 6,895,570 7,063,506

財務省証券割引料 309 149 8 460 9,936

借入金利子 276,635 229,347 189,920 148,009 362,817

国債事務取扱費 144,635 144,188 116,929 75,870 59,553

国債事務取扱手数料 143,206 143,059 115,647 74,315 58,052

庁費等 1,428 1,128 1,282 1,555 1,500

計 15,409,713 17,395,713 18,450,509 17,890,802 19,238,132

また、普通国債償還財源繰入の不用額の内訳は、表 6のとおりであり、いずれの年度においても

国債利子及び財務省証券割引料の不用額が普通国債償還財源繰入の不用額全体の約 9割を占めてい

る。

表 6 普通国債償還財源繰入の不用額の内訳 （単位：百万円）

区 分 平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

債務償還費 � 64,236 0 � 1,743 1,261 ―

国債償還 � 64,236 ― � 1,743 1,261 ―

借入金償還 ― 0 ― ― ―

利子及割引料 561,488 740,316 815,302 835,439 1,118,322

国債利子 461,108 634,424 708,562 730,900 914,941

財務省証券割引料 104,690 104,850 104,991 104,539 95,063

借入金利子 � 4,311 1,041 1,748 0 108,318

国債事務取扱費 41,143 23,226 70,817 41,534 58,852

国債事務取扱手数料 40,987 23,098 70,568 41,299 58,708

庁費等 156 128 248 235 143

計 538,394 763,543 884,376 878,235 1,177,175

18年度の普通国債償還財源繰入の不用額は、主に、利子及割引料の中の国債利子（7309億円。普

通国債償還財源繰入の不用額全体の 83.2％）及び財務省証券割引料（1045億円。同 11.9％）であり、

債務償還費の不用額はわずかである。

そこで、これらの状況を踏まえて、普通国債償還財源繰入の不用額の大半を占める国債利子につ

いて多額の不用額が生じた具体的な原因、事情を検査すると、次のとおりである。

国債利子のうち、当初予算作成時（前年度 12月ごろ）までに発行済の国債に係る利子について

は、当該年度に支払う利子の額が確定しているため（変動利付国債を除く。）、当初予算での想定と

実績は一致するので、不用額が生じない。

一方、当初予算作成後に発行する国債等に係る利子については、当初予算作成時点では、国債発

行額、国債金利、利子支払期等の変動要因があるため、実績額が予算額を下回る可能性がある。
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このうち、国債金利については、近年、実績金利が当初予算での予算積算金利を下回る状況と

なっている。18年度においても、表 7のとおり、主要銘柄である 10年利付国債の当初予算におけ

る予算積算金利は 2.0％となっているが、補正予算作成時までの実績金利は 1.7％から 2.0％と

なっているなど金利差が生じている。こうした金利差等に伴い支払予定のなくなった 18年度の国

債利子額 6636億円については、補正予算において修正減少しており、この結果、国債金利に関し

ては、補正後予算と決算に大きな差は生じていない。

表 7 平成 18年度補正予算における当初予算の予算積算金利と実績金利の開差に伴う国債利子の補正減
少額（10年利付国債） （単位：億円）

当初予算 補正予算

年度内に利払日が到来する
と想定された国債発行額

予算積算金利 国債利子額 予算積算金利に対す
る実績金利

国債利子額の補正後
の修正

補正減少額

206,840 2.0％ 3,477 1.7％～2.0％ 3,304 173

国債発行額については、18年度当初予算での想定は国債発行計画に基づき 133兆 2351億円とし

ていたが、実際は、18年度中の国債発行額は 132兆 8734億円であり、大きな差は生じていない。

しかし、18年度中の国債発行額のうち、発行時点が年度の後半となり年度内に利払日が到来しな

かったものが予算での想定よりも多かったため、表 8のとおり、実際に年度内に利払日が到来した

国債発行額は 70兆 0942億円にとどまったことなどにより、支払予定のなくなった 8056億円の国

債利子が不用額となっている。

表 8 平成 18年度に発行した国債のうち年度内に利払日が到来した国債が予算の想定に比べて少なかっ
たことなどに伴う国債利子の不用額 （単位：億円）

国債

当初予算 補正予算 決 算

年度内に利払
日が到来する
と想定された
国債発行額
（A）

Aの国債利子
の補正後予算
額

（B）

平成 18年度に
おける国債発
行額

（C）

Cのうち年度
内に国債利子
が支払われた
国債発行額
（D）

Dに係る国債
利子の支払実
績額（金利）

（E）

国債利子の不
用額

（B－E）

国債合計 1,332,351 13,434 1,328,734 700,942 5,377 8,056

うち 10年
利付国債

206,840 3,304 208,770 138,888 1,617
（1.7％～2.0％）

1,687

その他の増減（たばこ特別税充当額、受入経過利子充当額、買入消却における利子負担軽減額等） � 747

国債利子の不用額 7,309

注� 「Aの国債利子の補正後予算額（B）」は、既に発行している国債に係る国債利子の予算積算金利と実績金利との金
利差等に伴い修正減少した額である。

注� 「平成 18年度における国債発行額（C）」は、平成 18年度中に発行された国債の発行額（額面金額）である。

このように、18年度決算において国債利子に不用額が生じた具体的な原因、事情は、国債の発

行時点が年度の後半となったものが多かったために、年度内に利払日が到来した国債が予算の想定

に比べて少なかったことなどによると認められた。

イ 予備費

予備費は、予見し難い予算の不足に充てるものであり、政府全体としての予備的財源であること

から、財務大臣がこれを管理している。予備費を使用するときは、各省各庁の長は、その理由、金

額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用要求書を作製して、これを財務大臣に送付し、財務大

臣は、この要求書を調査した上で、所要の調整を加えて予備費使用書を作製して、閣議決定を求

め、あるいは自らこれを決定する。そして、この予備費の使用が決定されたときは、その経費につ

いては、各省各庁への予算配賦があったものとみなされる。各省各庁は、予備費を使用するとき
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は、当該経費の目的に従った（項）及び（目）において予備費使用額として計上して、これを歳出予算

現額に含めて支出している。

一方、予備費の歳出予算額から上記の各省各庁へ予算配賦された予備費使用額を差し引いたもの

が、財務省における（項）予備費の歳出予算現額となるが、この額は配賦、執行されず全額不用額と

なる仕組みとなっている。

予備費は、予見し難い事態の発生や事情の変更等によって予算の不足が生じた場合に使用される

ために、年度によってその使用額は大きく異なる。15年度から 19年度では、表 9のとおり、298

億円から 1319億円となっていて当初予算額を大きく下回っていたが、いずれの年度も補正予算で

500億円から 1000億円の修正減額をしているために、不用額としては 1180億円から 2201億円に

なっている。このように予備費の不用額の発生は、経費の性格上、発生した予見し難い事態の規模

等に左右される。

表 9 予備費の執行状況 （単位：百万円）

年

度

所

管
項 目

当初予算
額

A

補正減少
額

B

歳出予算
額

C＝A－B

予備費使
用額

歳出予算
現額

不 用 額

D

不用 額／
歳出予算
額

D／C

不用 額／
当初予算
額

D／A
平成

15
財

務

省

予

備

費

（
予

備

費
）

350,000 100,000 250,000 � 131,999 118,000 118,000 47.2％ 33.7％

16 350,000 50,000 300,000 � 110,727 189,272 189,272 63.1％ 54.1％

17 350,000 50,000 300,000 � 110,807 189,192 189,192 63.1％ 54.1％

18 350,000 100,000 250,000 � 29,864 220,135 220,135 88.1％ 62.9％

19 350,000 100,000 250,000 � 59,752 190,248 190,248 76.1％ 54.4％

近年の予備費使用額の主な内容は、15、17両年度における（目）衆議院議員総選挙執行委託費や

19年度における（目）特定 C型肝炎ウイルス感染者等救済給付金支給等業務費交付金等となってい

る。

ウ 国債費及び予備費以外の（目）

国債費及び予備費以外の 38目の不用理由を歳出決算分析調書でみると、表 10のとおり、「事業

量等が予定を下回ったことなどのため」及び「地方公共団体等からの交付申請が少なかったことなど

のため」としているものが最も多くなっている。これらについて不用額が生じた具体的な原因、事

情を検査したところ、前者については、予算作成時に支給対象者数や給付額等を正確に見込むこと

が困難であったこと、制度や事業内容等の周知・普及が十分でなかったことなどと、多岐にわたっ

ており、後者については都道府県の財政状況が厳しいことが全体の半数近くとなっている状況であ

る。
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表 10 不用額が生じた具体的な原因、事情（平成 18年度の不用額が 30億円以上の（目））

歳出決算分析調書における不用理由 本院の検査による不用額が生じた具体的な原因、事情 分類

事業量等が予定を下回ったことなど
のため（12目）

� 予算作成時に支給対象者数、給付額等を正確に見込むことが困難
であったため（ 3目） �

� 制度変更に対する理解不足や申請された計画に不備があるなど、
制度や事業内容等の周知・普及が十分でなかったため（ 2目） �

� アスベスト対策等で緊急に予算がついたが、精査の結果、補助対
象とならないものが含まれていたため（ 1目） �

� 制度の定着に伴い利用者等の伸びが鈍化するなどしたため（ 1目） �

� 地元調整が難航したり、精査の結果、工事の施工範囲が減少した
りしていたため（ 1目） �

� 年度途中の法律改正により、補助の対象が変わったりしたため
（ 1目） �

� 特別会計へ繰り入れた金額に過不足が生じた場合は翌々年度まで
に調整することとしていたものを、当該年度に調整する決算の処
理方法に変更したため（ 1目）

�

	 受給者の死亡等により支給できなかったため（ 1目） �


 競争入札の結果、入札差額により当初予定を下回る金額で契約が
締結できたことなどのため（ 1目） �

地方公共団体等からの交付申請が少
なかったことなどのため（12目）

� 都道府県の財政状況が厳しいことにより交付申請が少なかったた
め（ 5目） �

� 制度の変更点が周知されていなかったり、新たに創設された事業
内容等の周知・普及が十分でなかったため（ 3目） �

� 年度途中の法律改正により、年度内での事業実施ができなかった
ため（ 1目） �

� 財政状況が好転し、交付対象外となる組合があったりなどしたた
め（ 1目） �

� 地方公共団体からの事業計画の変更等があったため（ 1目） �

� 地方公共団体からの要望が減少したことなどのため（ 1目） �

事業計画の変更等があったため
（ 3目）

� 地元調整等により、施設規模の見直しをしたため（ 1目） �

� 被災箇所での十分な調査が行えず、施工中に現場状況を照査した
結果、工事量が減少したことなどのため（ 1目） �

� 計画変更に伴う設計見直し等により、事業が実施できなかったた
め（ 1目） �

契約価格が予定を下回ったことなど
のため（ 3目）

� 競争入札の結果、入札差額により当初予定を下回る金額で契約が
締結できたことなどのため（ 3目） �

地元調整等が難航したことなどのた
め（ 3目）

� 居住者の合意が得られず、事業着手に至らなかったため（ 2目） �

� 相手国の事情により、計画どおりの事業執行ができなかったため
（ 1目） �

退職者が予定を下回ったため
（ 2目）

� 予算作成時に退職人数等を把握することが困難であったため
（ 2目） �

災害関連事業が少なかったことなど
のため（ 1目）

� 被害の発生状況等から事業の採択要件を満たさなかったり、再度
災害の危険性が比較的低く事業の申請に至らなかったため（ 1目） �

前年度超過交付分を交付額から減額
したため（ 1目）

� 制度の定着に伴い利用者等の伸びが鈍化するなどしたため（ 1目） �

推進を要する事業が少なかったため
（ 1目）

� プロジェクトが効果的に実施されるために準備した機動的経費が
当該年度では必要がなかったため（ 1目） �

そして、不用額が生じた具体的な原因、事情を発生理由別に分類すると、おおむね次のとおりで

ある。

� 予算の経済的、効率的な執行や経費の節約によるもの（ 4目）

競争入札の結果、入札差額により当初予定していた金額を下回る金額で契約が締結できたこと

などにより不用額が生じている。中には、一般競争入札の件数を前年度より大幅に増加したこと

により、その入札差額が不用額となったものも見受けられた。
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� 予算作成後の予見し難い事情の変更等によるもの（ 4目）

受給者が年度途中で死亡したことなどにより支給額が支払われなかったこと、被災箇所の十分

な現地測量が行えず、施工中に現場状況を照査した結果、工事量が減少したことなどにより不用

額が生じている。

� 予算上の見積りや想定が実情と合っていなかったもの（16目）

予算作成時に支給対象者数、給付額等を正確に見込むことが困難であったこと、都道府県の財

政状況が厳しいことにより、予定より交付申請が少なかったことなどにより不用額が生じてい

る。

� 事業内容等の周知・普及が十分でなかったもの（ 5目）

法律改正に伴う新規事業、制度改正に伴う指定医療機関の変更や報酬の支払方式の変更等につ

いて、制度や事業内容等の周知・普及が十分でなかったことなどにより、地方公共団体等からの

交付申請等が予定より下回り不用額が生じている。

� 地元調整等の難航等により事業が実施できなかったもの（ 4目）

地元の同意や居住者の合意形成が得られなかったなどして地元調整が難航して、事業量等が予

定を下回ったり、地域の実情により施設規模等を見直したりしたことなどにより不用額が生じて

いる。

� その他（ 5目）

年度途中の法律改正により、補助対象が変更になったり、年度内での事業実施ができなかった

りしたことなどにより不用額が生じている。

� 不用理由の決算への記述

内閣から国会に提出される歳入歳出決算に添付される各省各庁歳出決算報告書では、不用額につい

ては歳出予算額、支出済歳出額等と同様に、（目）単位で示されているが、不用理由は（項）単位で、そ

の備考欄に示されている。そして、表 11のとおり、歳出決算では、 1項の不用額が 5億円以上の

（項）について、不用理由が「予算不用」に記述されているが、これは、歳出決算報告書の不用理由と同

一の記述となっている。

表 11 歳出決算の不用理由の記述（平成 18年度）

不 用 理 由 の 記 述 項 数

事業量、支給対象人員等が予定を下回ったので、補助金、委託費等を要することが少なかったことなどのた
め 42

地方公共団体等からの交付申請が予定を下回ったので、補助金等を要することが少なかったことなどのため 17

事業計画等の変更等により、補助金等を要することが少なかったことなどのため 16

契約価格が予定を下回ったので、整備費等を要することが少なかったことなどのため 15

退職者が予定を下回ったので、退職手当を要することが少なかったことなどのため 11

職員基本給等を要することが少なかったことなどのため 4

災害復旧事業等が少なかったことなどのため 3

地元との調整等が難航したことなどにより、交付金等を要することが少なかったことなどのため 2

貸付金利息収入が予定を上回ったので、補給金を要することが少なかったことなどのため 2

金利の低下に伴い国債利子が減少したことなどにより、特別会計へ繰入を要することが少なかったため 1

その他 2

計 115
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このように国会に提出される歳出決算及び歳出決算報告書では（項）単位で不用理由を記述してお

り、（目）単位での記述はない。

そして、一つの（項）に不用額が生じた複数の（目）がある場合には、不用額が多額の（目）や歳出予算

現額に対する不用額の割合が高い（目）に係る不用理由を、当該（項）の不用理由として記述する取扱い

となっている。

また、18年度の歳出決算に記述されている不用理由は、表 11のとおり、いずれも「事業量、支給

対象人員等が予定を下回ったので、補助金、委託費等を要することが少なかったことなどのため」、

「地方公共団体等からの交付申請が予定を下回ったので、補助金等を要することが少なかったことな

どのため」、「事業計画等の変更等により、補助金等を要することが少なかったことなどのため」など

一般的な記述内容にとどまっており、不用額が生じた具体的な原因、事情は、正確に表されていな

かったり、読み取り難いものとなっていたりしており、記述内容を検討することが望まれる。

これらについて事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 1＞ （項）国債費の不用理由の記述

（所管）財務省（組織）財務本省（項）国債費

（単位：百万円）

（項） 不 用 額 歳 出 決 算 の 不 用 理 由

（項） 国 債 費 878,235 金利の低下に伴い国債利子が減少したこと等により、普通
国債等償還財源等国債整理基金特別会計へ繰入を要するこ
とが少なかったため

（目） 不 用 額 本院の検査による不用額が生じた具体的な原因、事情

（目） 普通国債等償還財
源等国債整理基金特
別会計へ繰入

878,235 国債発行額のうち年度内に利払日が到来した国債が予算の
想定に比べて少なかったことなどのため、国債利子等の支
払額が減少したことによるもの

（目） 出資国債償還財源
国債整理基金特別会
計へ繰入

―

財務省の平成 18年度歳出決算の（項）国債費の不用額は 878,235百万円であり、その不用理由は

歳出決算上「金利の低下に伴い国債利子が減少したこと等により、普通国債等償還財源等国債整理

基金特別会計へ繰入を要することが少なかったため」とされている。これは、同項の 2目のうち不

用額が生じた（目）である普通国債償還財源繰入について歳出決算分析調書において記載された不用

理由をもって、同項の不用理由としているものである。

この詳細についてみたところ、前記�アのとおり、普通国債償還財源繰入に不用額が生じた具体

的な原因、事情は、18年度中に発行した国債のうち年度内に利払日が到来した国債が予算の想定

に比べて少なかったことなどのために、国債利子等の支払額が減少したことによるものであった。

したがって、現状の歳出決算では、（項）国債費の不用理由の記述内容は不用額が生じた具体的な

原因、事情が正確に表されていないものとなっている。

なお、財務省は、上記についての本院の指摘を踏まえて、19年度歳出決算の（項）国債費の不用

理由について、「金利の低下及び年度内に利払日が到来した国債が少なかったことに伴い国債利子

が減少したこと等により、普通国債等償還財源等国債整理基金特別会計へ繰入を要することが少な

かったため」とした。
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＜事例 2＞ （項）老人医療・介護保険給付諸費の不用理由の記述

（所管）厚生労働省（組織）厚生労働本省（項）老人医療・介護保険給付諸費

（単位：百万円）

（項） 不 用 額 歳 出 決 算 の 不 用 理 由

（項） 老人医療・介護保
険給付諸費

21,220 地方公共団体からの交付申請が予定を下回ったので、地域
支援事業交付金を要することが少なかったこと等のため

（目） 不 用 額 本院の検査による不用額が生じた具体的な原因、事情

（目） 地域支援事業交付
金 �

9,328 �
制度改正後間もなかったことなどにより、事業の実施方法
について周知が十分でなかったため、地方公共団体からの
交付申請が予定より下回ったもの

（目） 介護給付費財政調
整交付金 �

（目） 介護給付費等負担
金 �

6,707

5,183

�及び�
制度の定着に伴いサービス利用者等の伸び率が鈍化したた
め、交付金等が当初の見込みより少なくなったことによる
もの

そ の 他 6 目 0

厚生労働省の平成 18年度歳出決算の（項）老人医療・介護保険給付諸費の不用額は 21,220百万円

であり、その不用理由は歳出決算上「地方公共団体からの交付申請が予定を下回ったので、地域支

援事業交付金を要することが少なかったこと等のため」とされている。これは、同項の 9目のう

ち、不用額が 9,328百万円と最大の（目）地域支援事業交付金について、歳出決算分析調書において

記載された不用理由をもって、同項の不用理由としている。

しかし、上記（目）の不用理由とされた「地方公共団体からの交付申請が予定を下回った」具体的な

原因、事情は明らかになっていない。そこで、この詳細についてみたところ、介護保険制度改正

（18年 4月施行）により地域支援事業が創設されたが、改正後間もなかったことなどの理由によ

り、事業の実施が遅れて、事業の実施方法について周知が十分でなかったために、地方公共団体か

らの交付申請が予定より下回ったものとなっていた。

また、同項には上記（目）以外に、（目）介護給付費財政調整交付金が不用額 6,707百万円、（目）介

護給付費等負担金が 5,183百万円等があり、この 2目の不用理由は、歳出決算分析調書等による

と、介護保険制度（12年 4月から実施）の定着に伴いサービス利用者等の伸び率が鈍化したことに

より、介護給付費が当初の見込みより少なくなったために、�前年度に交付された介護給付費財政

調整交付金に超過交付分が生じて、この超過交付分を当該年度の同交付金から減額等したことによ

るものが 6,707百万円、�介護給付費等負担金が予定より下回ったものが 5,183百万円などとされ

ていた。

したがって、現状の歳出決算では、記述内容から不用額が生じた具体的な原因、事情が読み取れ

ず、また一部の（目）のみの不用理由が記述されたものとなっている。

� 不用額の予算への反映状況等

近年、国会の決算審議、議決等において、国の決算結果等の予算への反映について一層の取組が求

められている。

決算結果等の予算への反映については、当該年度内に支出の予定がなくなった場合には、補正予算

において予算額を修正減少したり、決算上不用額が生じた場合には、その不用理由の分析を行い、予

算への反映ができるものは、翌々年度の概算決定額（以下「予算概算額」という。）において予算額を減

額したりすることとしている。
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ア 翌年度以降の予算への反映

各府省等は、 1億円以上の不用額が発生した（目）について予算概算額に反映させる取組を行って

いる。そこで、18年度決算において 1億円以上の不用額が発生している 357目（人件費は除く。）を

対象に、不用額について予算概算額への反映状況についてみたところ、各府省等において、反映で

きたとしているものが 135目、反映できなかったとしているものが 222目見受けられた。

そして、18年度の不用額が 30億円以上の 40目のうち、人件費の 2目を除く 38目を対象に不用

額の 20年度の予算概算額への反映状況についてみると、予算概算額への反映ができたとしている

ものが 13目あり、不用率の高い（目）に多数見受けられた。一方、反映できなかったとしているも

のが 25目あり、不用率が低い（目）に多数見受けられる状況であった。

予算概算額への反映ができたとしている 13目について、各府省は、20年度予算の作成に当た

り、18年度に不用額が生じたことなどを踏まえて、事業の採択予定地区数を絞り込んだり、受給

者の人員等の見直しを行ったり、平均落札価格の低下、物価の下落等を考慮して予算単価の見直し

を行ったりなどして予算概算額に反映できたとしている。

一方、予算概算額への反映ができなかったとしている 25目について、各府省は、主に、長期的

な事業計画に基づいて事業実施見込額を計上したり、次年度以降の事業が廃止になったりなどして

いるため、不用額を予算概算額に反映できなかったとしている。

そして、この 25目のうち、 2年以上連続して予算への反映ができなかったとしている（目）で、

かつ、不用率が 10％以上となっている（目）についてみたところ、不用額が生じた具体的な原因、

事情から予算概算額への反映の必要性を検討することが望まれるものが見受けられた。

これについて事例を示すと、次のとおりである。

＜事例 3＞ （所管）厚生労働省（組織）厚生労働本省（項）特別障害給付金国庫負担金（目）国民年金

特別会計へ繰入

厚生労働省は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金が受給できない

障害者に対する福祉的措置として、障害者に支給する特別障害給付金の費用等の全額を、一般会

計から国民年金特別会計（福祉年金勘定）に繰り入れている。

上記の（目）「国民年金特別会計へ繰入」の不用額は、表 12のとおり、80億円から 100億円に上

り、不用率も 8割近い状況となっている。厚生労働省は、このように不用額が発生した理由を、

特別障害給付金の支給対象人員が予定を下回ったことによるとしており、また、不用額を予算に

反映できなかった理由は、当該給付金給付費の性質上、直接的に反映させることは困難なためと

していた。

表 12 「国民年金特別会計へ繰入」の不用額の推移（平成 17年度～19年
度） （単位：百万円）

主要経費等 使途別 平成 17年度 18年度 19年度

社会保障関係費

社会保険費

歳出予算現額 a
不用額 b
不用率（ b / a）

他会計へ繰
入

10,088
8,048

79.8％

13,279
10,148
76.4％

11,883
8,501

71.5％

（注） 平成 19年度は、（項）特別障害給付金国庫負担金（目）年金特別会
計へ繰入
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しかし、当該（目）において多額の不用額が生じた具体的な原因、事情は、予算上は毎年度支給

対象人員を 24,000人と見込んでいるのに対して、支給決定者の実績は、平成 17年度 5,705人、

18年度 6,943人と大幅に下回って推移していることによると認められた。この支給対象人員の見

込みは、同省が 8年度に一定割合で抽出した地区における当該給付金の支給対象人員を基に全国

の対象人員を推計したものであり、結果として推計の精度が十分とはいえないことや 17、18両

年度の高い不用率の状況などを考慮すると、不用額の予算概算額への反映の必要性を検討するこ

とが望まれる。

なお、19年度の（目）「年金特別会計へ繰入」の不用額は、上記と同様の原因、事情により、

8,501百万円に上り、不用率も 7割を超えている状況となっている。

イ 当該年度の予算への反映

各省各庁の長は、当初予算が配賦された後、予算を執行しているが、このうち公共事業費その他

財務大臣の指定する経費については、財政法第 34条の 2第 1項の規定に基づき支出負担行為の実

施計画（以下「実施計画」という。）を作成して、財務大臣の承認を経なければならないとされてお

り、この実施計画に基づいて予算を執行することとされている。各省各庁の長は、予算を執行し毎

年度 9月から 11月ごろに年度末までの予算の節減見込み等を財務省に報告しており、当該年度内

に支出の予定がなくなったものは、補正予算において予算額を修正減少することとなる。

そこで、18年度に不用額を 30億円以上計上している 40目のうち支出負担行為の実施計画につ

いて財務大臣の承認を経なければならないとされている 21目を検査したところ、当該（目）に配賦

された予算額、又はその一部について実施計画に計上されていないものが 15目、計 614億円見受

けられた。これらの大部分は補助事業であり、年度途中での法律改正や地方公共団体等の財政事情

等から、実施計画に計上されていないものである。

このように配賦された予算額が実施計画に計上されていない（目）の事例を示すと、次のとおりで

ある。

＜事例 4＞ （所管）国土交通省（組織）国土交通本省（項）都市環境整備事業費（目）都市再生推進事

業費補助

国土交通省は、平成 18年度に配賦された都市再生推進事業費補助の予算額のうち、中心市街

地の再生を図るための補助事業に係る 9,000百万円については、根拠となる中心市街地の活性化

に関する法律（平成 10年法律第 92号）の改正が年度内に予定されていたために、年度当初の実施計

画に計上していなかった。そして、同法が、18年 6月に改正、同年 8月に施行されて 9,000百万

円のうちの一部を地方公共団体の要望を踏まえて、同年 11月の実施計画に所要額を計上したも

のの、結果として年度内の事業の前提となる内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認

定又は認定見込みが極めて少数にとどまったために、残り 7,744百万円については実施計画に計

上せず不用額としている。

これについて、国土交通省は、基本計画の認定等が年度内にどの程度行われるか不確定であ

り、一方では認定の状況に応じて事業実施が可能なように年度末まで予算額を確保し続ける必要

があったとしている。

＜事例 5＞ （所管）農林水産省（組織）水産庁（項）水産基盤整備費（目）水産物供給基盤整備事業費

補助

農林水産省は、水産物供給基盤整備事業費補助の当初予算額を地方公共団体等からの事業要望

額等を参考に積算しているが、平成 18年度に配賦された予算額のうち 4,352百万円について

第
6
章

第
1
節

第
4

個
別
の
決
算
等

― 1271―



は、地方公共団体の財政事情等により実際には事業実施の要望がなかったために、実施計画に計

上していなかった。そして、実施計画に計上しないまま 18年度の不用額に計上している。

これについて、農林水産省は、年度途中においても、現地調整が未了であったために、当初実

施計画に計上していない地区等からの事業実施要望が想定されることから、これらの事業が実施

できるよう必要な予算額を確保し続ける必要があったとしている。

各府省等において、配賦された予算額を実施計画に計上できないことについてはそれぞれ理由が

あるが、実施計画に計上されていないものについては、事業実施の可能性を調べた上で、支出予定

がないと考えられるものについては補正減少として補正予算に反映できるかなどについて検討する

ことが望まれる。

� 繰越額と不用額との関係、補正予算等の状況

ア 前年度繰越額と不用額との関係

歳出予算の繰越しについては、経費の性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出が

終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ繰越明許費として国会の議決を経た経費を翌年

度に繰り越す明許繰越しと、年度内に支出負担行為を行い、その後に生じた避け難い事故のために

年度内に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越す事故繰越しがある。

17年度から 18年度に繰り越したものは、表 13のとおりである。

表 13 翌年度繰越額の状況 （単位：億円）

明許繰越し 事故繰越し 計

17,662
（92.2％）

1,480
（7.7％）

19,143
（100％）

これによると翌年度繰越額の 92.2％は明許繰越しとなっている。明許繰越しのうち公共事業関

係費が大半を占めているが、これは、事業の実施に相当の期間を要する公共事業関係費の性質上、

支出が年度内に完了しない見込みがあるものが少なくないためである。

歳出予算の翌年度への繰越しを行う場合には、各省各庁の長等は繰越計算書を作成して、事項ご

とに繰越しの事由及び金額を明らかにして財務大臣の承認を受けなければならないこととされてい

て、この承認手続はおおむね 2、 3月ごろに行われている。このため、基本的には翌年度内での執

行が確実なものであって、翌年度において不用額は発生し難いと考えられる。

そこで、17年度から 18年度への繰越額が 10億円以上あり、かつ当該 18年度に前年度繰越額か

ら不用額を 10億円以上計上している 16目において、前年度から繰り越された理由と当該年度に不

用額が発生した理由についてみると、表 14のとおりとなっていた。

表 14 平成 17年度からの繰越額の繰越理由等

平成 17年度からの主な繰越理由 目 数 18年度に不用額が発生した主な理由 目 数

地元調整の難航や計画変更等により
不測の日数を要したため 10

地元調整が難航したため 3

事業計画・工法の変更があったため 4

補助対象外が判明したため 2

事業量が減少したため 1

用地の取得が遅延等したため 1 地元調整が難航したため 1

計画・設計変更等に不測の日数を要
したため 4

事業計画の変更があったため 2

契約価格が予定を下回ったため 2

その他 1 その他 1
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これらの（目）における前年度からの繰越理由としては、地元関係者との協議や合意に時間を要し

たことなどが原因で事業計画が変更されたものが多くを占めている。そして、これら（目）の繰越額

が当該年度に不用として計上された理由をみると、地元調整の難航や事業計画の変更等となってい

て繰越理由と同様の理由が多い。

なお、前年度繰越額については予算の変更を行う対象とはならず、補正減少の手続は執られない

ため、当該年度で執行されないものはその年度末に不用額として処理されることとなる。

事業計画の変更等という繰越理由で前年度から繰り越された経費が同様の理由で当該年度におい

ても執行されず、不用となった例を示すと次のとおりである。

＜事例 6＞ （所管）内閣府（組織）内閣本府（項）内閣本府施設費（目）施設整備費

（単位：百万円）

年

度

当初予
算額

補正追
加額

歳出予
算額

前年度
繰越額

歳出予
算現額

支出済
歳出額

翌年度
繰越額 不用額

前年度繰
越額に係
る不用額

平成

17 7,610 ― 7,610 1,139 8,750 4,420 4,329 1 ―

18 8,498 ― 8,498 4,329 12,827 2,868 6,604 3,354 3,226

内閣府は、赤坂迎賓館の施設の老朽化等から施設全体の総合改修を平成 17年度から 3年間で

実施することとしていた。その後 18年 1月に至り有識者による懇談会を設置して、赤坂迎賓館

の活用方法の検討等を行うこととなった。このため、17年度には施設の保全上当面必要最低限

のもの（配管の更新等）に限り実施して、他に予定されていた総合改修に該当する部分について

は、計画変更等により不測の日数を要したため、赤坂迎賓館に係る総合改修に要する経費のうち

3,258百万円を 18年度に繰り越した。

18年 4月の上記懇談会の報告を踏まえて、設計者を選定して、施設の建設（改修）に関して同

年 12月に別途の有識者懇談会を設置して、検討を開始することとなったが、全体の総合改修方

針の決定が遅れたために、18年度においても計画変更に伴い設計見直しの検討に日数を要し

て、17年度から繰り越された経費の大部分に相当する 3,226百万円については、18年度内に事

業を完了する見込みが立たず不用としている。

イ 歳入の（目）返納金等に含まれる実質的な不用額

支出済となった歳出の返納金は、翌年度の 4月 30日までは、支払った歳出の金額に戻入するこ

とができるが、これを越えると翌年度以降の歳入に組み入れなければならないとされている（会計

法（昭和 22年法律第 35号）第 9条、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 6条）。このため、

国が地方公共団体等に対して補助金等として支出して、決算上支出済額となった歳出のうち、結果

として地方公共団体等が事業を実施しなかったなどの理由で、翌年度の 5月以降に国に補助金等を

返還したものは、翌年度の歳入に（目）返納金等として計上される。

これらのうち事業を実施しなかった補助金等の返還額相当は、実質においては補助金等として執

行されたものとはいえず、実質的な不用額と認められる。

18年度における（目）返納金等に含まれる前年度以前に支出された補助金等に係る実質的な不用

額は、表 15のとおりである。

表 15 （目）返納金に含まれる補助金等の返還額（実質的な不用額） （単位：百万円）

平成 18年度
（17年度以前の
不用相当額）

補 助 金 負 担 金 交 付 金 補 給 金 委 託 費 計

23,921 108,581 2,929 3,204 4,422 143,059
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決算上の不用額とともに、翌年度歳入の（目）返納金等に含まれるこれらの実質的な不用額を把握

することは、予算の執行実績としての決算の的確な理解に資するものと考えられる。

ウ 補正予算の状況

補正予算は財政法第 29条に「内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算

を作成し、これを国会に提出することができる。」と定められており、その「次に掲げる場合」とは次

のとおりである。

� 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うために必要な予算の追加を行う場合

� 予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出又は債務の負担を行なうために

必要な予算の追加を行なう場合

� 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

当初予算は見積りである以上、経済上その他諸々の事情の変更により、予算の不足が生じたり、

その内容を変更しなければならなかったりする場合が発生する。この場合に当初予算を追加したり

変更したりする予算が補正予算である。補正予算は国会の議決が成立した後は当初予算と一体とし

て執行される。

補正予算は当初予算では想定できない事態に対応して作成されるものである。

そこで、18年度の補正予算において補正追加額が 10億円以上かつ当初予算額以上あり、さら

に、そのような状況が 18年度以前から 3年以上継続している 15目を検査したところ、表 16のと

おりであった。

表 16 補正追加額の理由

事業内容 多額の補正追加額が計上された理由

災害関連
（10目）

台風、豪雨等の災害が発生したことから、国及び地方公共団体が施行
する事業が緊急に生じたため

施設整備
（ 2目）

受刑者等が急増したことから緊急的に施設を整備する必要が生じたた
め

当初予算ではわからなかった対象施設等が明確になったため

分担金・
出資金・
補 給 金
（ 3目）

当初予算ではわからなかった国際連合ミッション等に係る分担金の額
が判明したため

当初予算ではわからない公庫の信用保険事業に係る準備基金に充てる
ための出資金が確定的になった時点で予算を計上することとしている
ため

当初予算ではわからない貸付けの償却が判明し、公庫の損益差が確定
的になった時点で予算を計上することとしているため

これらの多くは災害関連であり、その性質上当初に予見することが困難であることから毎年度補

正追加額により対応しているものである。

そして、災害関連以外で 3年以上継続して多額の補正追加額が計上されている（目）の事例を示す

と、次のとおりである。

＜事例 7＞ （所管）財務省（組織）財務本省（項）政府出資（目）中小企業金融公庫出資金

財務省は、信用保証協会が行う中小企業者の金融機関からの借入れについての債務保証を、中

小企業金融公庫が包括的に保険する中小企業信用保険事業に関して、同公庫が保険準備基金を積

むための資金を出資金として支出している。

この出資金については、毎年想定を大きく超える多額の保険金支払いが発生しているために、

表 17のとおり、毎年度当初予算を大きく上回る多額の補正追加額を計上している。
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表 17 中小企業金融公庫出資金補正追加額の推移（平成 16年度～19年
度） （単位：百万円）

年
度
当初予算額
（A）

補正追加額
（B）

補正追加額/当初予
算額（B）/（A）

歳出予算現
額

支出済歳出
額

平成

16 ― 74,290 ― 74,290 74,290

17 38,000 52,200 137.3％ 90,200 90,200

18 36,500 55,000 150.6％ 91,500 91,500

19 32,400 220,700 681.1％ 253,100 253,100

これについて財務省は、年度当初では、保険金の支払対象となる事故等の発生が不確定で、想

定できる範囲で予算計上していることから、年度当初に見込めなかった不測の事態が発生して、

それに伴う保険金の支払い等の見通しが見込める段階で、多額の補正追加額を計上しているとし

ている。

＜事例 8＞ （所管）法務省（組織）法務本省（項）法務省施設費（目）施設整備費

法務省は、（目）施設整備費で受刑者等の収容体制の確保のために刑務所等の施設の整備を行っ

ており、表 18のとおり、毎年度、当初予算を大きく上回る多額の補正追加額を計上している。

表 18 施設整備費補正追加額の推移（平成 15年度～18年度） （単位：百万円）

年
度
当初予算額
（A）

補正追加額
（B）

補正追加額/当初予
算額（B）/（A）

歳出予算現
額

支出済歳出
額

翌年度繰越
額

平成

15 17,089 34,600 202.4％ 81,451 39,655 41,795

16 18,885 65,798 348.4％ 126,478 53,211 73,266

17 17,490 39,328 224.8％ 130,085 66,955 63,129

18 16,378 52,037 317.7％ 131,545 61,604 69,941

これについて法務省は、当初予算で収容状況の動向について正確な予測を立てることは困難で

あり、主として犯罪の増加に伴い受刑者等の収容人員の急増、介助を必要とする受刑者等の急

増、独居拘禁に付すことを要する受刑者等の急増、長期受刑者等の急増等、当初予算の想定を超

えて収容人員数が増加したために、収容施設の整備に補正追加額で対応しているとしている。

4 まとめ

不用額は、歳出予算現額のうち支出されないこととなった金額であり、歳出予算現額から支出済歳出

額及び翌年度繰越額を控除した金額である。不用額が生じた具体的な原因、事情については多様であ

り、不用額が生じたこと、又はその額や歳出予算現額に占める割合が大きいことなどをもって、直ちに

予算の見積りが正確でない、あるいは予算の執行が適切でないといった見方をすることは一面的であ

り、適当でない。

一方、我が国の財政が極めて厳しい現状にあり、毎年多額の公債を発行している状況において、予算

の執行をより的確に行っていくことは重要である。

� 主要経費別、使途別の歳出決算における不用額等の状況

主要経費別にみると、社会保障関係費、国債費、公共事業関係費、その他の事項経費及び予備費に

おいて不用額が多く、特に、国債費の不用額は、不用額合計の約半分を占め、また、予備費の不用額

も不用額合計の約 1割となっている。
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一方、使途別にみると、補助費・委託費、他会計へ繰入及び「その他」の不用額が多く、この 3者で

不用額合計の 9割以上を占めている。

� 不用額が生じた原因、事情等

18年度の一般会計歳出決算において不用額が 30億円以上となっている 40目を対象に、不用額が

生じた具体的な原因、事情について国債費及び予備費とそれ以外の（目）に分けて検査した。

国債費の不用額の大半を占める国債利子についてみると、不用額が生じた具体的な原因、事情は、

国債の発行時点が年度の後半となったものが多かったために、年度内に利払日が到来した国債が予算

の想定に比べて少なかったことなどによると認められた。

予備費は、予見し難い事態の発生や事情の変更等によって予算の不足が生じた場合に使用されるた

めに、予備費の不用額の発生は、経費の性格上、発生した予見し難い事態の規模等に左右される。

国債費及び予備費以外の（目）の不用理由を歳出決算分析調書でみると、「事業量等が予定を下回っ

たことなどのため」及び「地方公共団体等からの交付申請が少なかったことなどのため」としているも

のが最も多くなっている。これらの不用額が生じた具体的な原因、事情は、制度や事業内容等の周

知・普及が十分でなかったことや都道府県の財政状況が厳しいことなどとなっている。

� 不用理由の決算への記述

歳出決算及び歳出決算報告書の不用理由は一般的な記述内容にとどまっており、不用額が生じた具

体的な原因、事情は、正確に表されていなかったり、読み取り難いものとなっていたりしており、記

述内容を検討することが望まれる。

� 不用額の予算への反映状況等

ア 翌年度以降の予算への反映

各府省等は、不用額が発生した（目）について予算概算額に反映させる取組を行っている。18年

度決算において不用額が発生している（目）について予算概算額への反映状況についてみたところ、

事業の採択予定地区数を絞り込むなどして反映できたとしているものが見受けられる一方で、長期

的な事業計画に基づいて事業実施見込額を計上したりしているなどのため反映できなかったとして

いるものも見受けられた。

反映できなかったとしている（目）についてみたところ、不用額が生じた具体的な原因、事情から

予算概算額への反映の必要性を検討することが望まれるものが見受けられた。

イ 当該年度の予算への反映

公共事業費その他財務大臣の指定する経費については、当初予算が配賦された後、支出負担行為

の実施計画を作成することとなっているが、これらのうちには、配賦された予算額、又はその一部

について実施計画に計上されていないものがあり、その大部分は補助事業である。そして、これら

は、年度途中での法律改正や地方公共団体等の財政事情等から実施計画に計上されていないもので

ある。各府省等において、配賦された予算額を実施計画に計上できないことについてはそれぞれ理

由があるが、実施計画に計上されていないものについては、事業実施の可能性を調べた上で、支出

予定がないと考えられるものについては補正減少として補正予算に反映できるかなどについて検討

することが望まれる。
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� 繰越額の状況と不用額、補正予算等の状況

ア 前年度繰越額と不用額との関係

歳出予算の翌年度への繰越しを行うものは、基本的には翌年度内での執行が確実なものであっ

て、翌年度において不用額は発生し難いと考えられる。前年度からの繰越額から不用額が生じてい

る（目）についてみると、不用の理由が地元調整の難航や事業計画の変更等前年度からの繰越理由と

同様となっているものが多い。

イ 歳入の（目）返納金等に含まれる実質的な不用額

事業を実施しなかった補助金等の返還額相当で、翌年度の歳入に（目）返納金等として計上された

実質的な不用額を把握することは、決算上の不用額とともに、予算の執行実績としての決算の的確

な理解に資するものと考えられる。

ウ 補正予算の状況

補正予算は当初予算では想定できない事態に対応して作成されるものである。補正追加額が継続

して計上されているものの多くは、その性質上当初に予見することが困難な災害関連であるが、災

害関連以外でも、 3年以上継続して多額の補正追加額を計上しているものが見受けられた。

本院としては、一般会計歳出決算における不用額等の状況について引き続き注視していくこととす

る。
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第 2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要

第 1 歳 入 歳 出 決 算

平成 19年度の一般会計決算額及び各特別会計決算額の合計額は、次のとおりである。

一 般 会 計 特 別 会 計 総 計
千円 千円 千円

歳 入 84,553,478,596 395,920,306,215 480,473,784,812
歳 出 81,842,570,225 353,283,177,728 435,125,747,954
歳 入 超 過 2,710,908,370 42,637,128,486 45,348,036,857

一般会計の歳入超過は 2兆 7109億 0837万余円で、前年度の歳入超過 2兆 9672億 3310万余円に比べて

2563億 2472万余円減少している。

上記の歳入超過 2兆 7109億 0837万余円から既往年度に発生した剰余金の使用残額を差し引いた 19年

度新規発生剰余金は 2兆 7074億 1518万余円である。これから翌年度への繰越歳出予算財源 2兆 0755億

0671万余円を差し引いた 6319億 0847万余円が、19年度における財政法（昭和 22年法律第 34号）第 6条の

純剰余金となっている。

1 一 般 会 計

� 歳 入

一般会計の歳入決算は次のとおりである。

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

徴 収 決 定 済 額 84,557,245,596 84,415,943,591
収 納 済 歳 入 額 84,553,478,596 84,412,713,795
不 納 欠 損 額 738,255 1,488,487
収 納 未 済 歳 入 額 3,028,743 1,741,308

収納済歳入額の主なものは、租税及印紙収入の 51兆 0182億 4625万余円、公債金の 25兆 3819億

9933万余円である。このうち、公債金の収納済歳入額は、財政法第 4条第 1項ただし書の規定により

発行された公債の収入金 6兆 0439億 9973万余円、及び「平成 19年度における財政運営のための公債の

発行の特例等に関する法律」（平成 19年法律第 25号）第 2条第 1項の規定により発行された公債の収入金

19兆 3379億 9959万余円の合計額である。

収納未済歳入額の主なものは弁償及返納金（徴収決定済額 3773億 7281万余円）の 18億 4985万余円で

ある。

この収納未済歳入額のほか、既往年度に生じた収納未済歳入額で本年度にもなお収納されなかったも

のが 190億 1917万余円ある。

� 歳 出

一般会計の歳出決算は次のとおりである。

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

支 出 済 歳 出 額 81,842,570,225 81,445,480,694
翌 年 度 繰 越 額 2,075,506,711 2,135,139,048
不 用 額 2,021,253,404 1,806,000,862

ア 支出済歳出額

支出済歳出額は、これを所管別にみると、次のとおりである。
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所 管 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

皇 室 費 6,570,798 6,593,450
国 会 122,969,431 123,681,323
裁 判 所 318,297,118 320,893,818
会 計 検 査 院 20,080,751 19,254,727
内 閣 85,709,588 99,220,184
内 閣 府 543,491,675 518,124,714
総 務 省 16,241,216,279 17,998,602,734
法 務 省 673,976,510 663,356,677
外 務 省 875,017,035 851,055,323
財 務 省 20,784,923,120 19,378,178,684
文 部 科 学 省 5,445,712,049 5,194,296,309
厚 生 労 働 省 21,533,548,551 20,928,008,143
農 林 水 産 省 2,781,706,686 2,758,764,888
経 済 産 業 省 1,049,819,734 799,131,552
国 土 交 通 省 6,358,980,670 6,738,153,072
環 境 省 221,032,347 215,870,109
防 衛 省 4,779,517,875 4,832,294,980

また、支出済歳出額を主要経費別にみると次のとおりである。

主 要 経 費 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

社 会 保 障 関 係 費 21,140,981,230 20,554,984,328
生 活 保 護 費 1,982,010,516 2,006,226,935
社 会 福 祉 費 1,511,989,332 1,562,555,566
社 会 保 険 費 17,080,268,981 16,267,327,123
保 健 衛 生 対 策 費 415,404,947 485,100,775
失 業 対 策 費 151,307,453 233,773,927

文 教 及 び 科 学 振 興 費 5,457,732,189 5,330,642,463
義務教育費国庫負担金 1,664,135,750 1,663,888,072
科 学 技 術 振 興 費 1,351,086,515 1,302,281,071
文 教 施 設 費 187,743,614 164,479,093
教 育 振 興 助 成 費 2,113,168,822 2,066,369,067
育 英 事 業 費 141,597,487 133,625,160

国 債 費 19,290,408,668 18,036,873,531
恩 給 関 係 費 940,692,434 991,702,079
文 官 等 恩 給 費 31,703,880 35,070,054
旧軍人遺族等恩給費 840,079,649 901,858,877
恩 給 支 給 事 務 費 3,205,152 3,377,472
遺族及び留守家族等援護
費

65,703,751 51,395,676

地 方 交 付 税 交 付 金 14,619,635,000 15,885,010,439
地 方 特 例 交 付 金 311,983,000 815,960,000
防 衛 関 係 費 4,757,565,015 4,817,479,131
公 共 事 業 関 係 費 7,257,115,172 7,708,927,086
治山治水対策事業費 1,121,948,890 1,090,408,630
道 路 整 備 事 業 費 1,524,735,390 1,728,398,980
港湾空港鉄道等整備事業
費

524,962,786 536,376,949

住宅都市環境整備事業費 1,622,142,184 1,654,549,109
下水道水道廃棄物処理等
施設整備費

927,614,136 1,016,365,472

農業農村整備事業費 693,995,080 709,875,053
森林水産基盤整備事業費 308,004,764 311,145,925
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主 要 経 費 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

調 整 費 等 195,922,594 199,602,447
災 害 復 旧 等 事 業 費 337,789,343 462,204,517

経 済 協 力 費 787,445,622 783,868,386
中 小 企 業 対 策 費 417,798,797 239,601,373
エ ネ ル ギ ー 対 策 費 865,667,736 470,787,412
食 料 安 定 供 給 関 係 費 674,289,328 610,076,992
産業投資特別会計へ繰入 20,286,000 48,054,000
そ の 他 の 事 項 経 費 5,300,970,029 5,151,513,469

イ 翌年度繰越額

翌年度繰越額は 2兆 0755億 0671万余円（18年度 2兆 1351億 3904万余円）で、その内訳は次の

とおりであって、財政法第 43条の 2第 1項の規定による継続費の逓次繰越のものはない。

� 財政法第 14条の 3第 1項の規定による明許繰越のもの 1,974,565,396千円

� 財政法第 42条ただし書の規定による事故繰越のもの 100,941,314千円

これらの翌年度繰越額のうち主なものは次のとおりである。

所 管 組 織 項 翌年度繰越額 （歳出予算現額）
千円 千円

法 務 省 法 務 本 省 法務省施設費 51,655,477 （105,745,353）
外 務 省 外 務 本 省 経 済 協 力 費 60,197,814 （230,476,269）
文 部 科 学 省 文部科学本省 公立文教施設整

備費
149,062,645 （335,830,693）

国立大学法人施
設整備費

91,347,953 （253,223,227）

農 林 水 産 省 農林水産本省 農業生産基盤整
備事業費

60,855,564 （391,977,794）

農村整備事業費 51,300,926 （162,462,364）
国 土 交 通 省 国土交通本省 治 水 事 業 費 60,309,544 （759,943,726）

揮発油税等財源
道路整備事業費

162,391,758 （1,231,180,787）

道路整備事業費 59,486,001 （169,538,000）
空港整備事業費 53,064,544 （122,286,902）
住宅建設等事業
費

48,145,947 （280,279,376）

都市環境整備事
業費

90,934,291 （491,295,796）

都市計画事業費 204,404,756 （879,920,160）
河川等災害復旧
事業費

80,328,485 （287,580,658）

環 境 省 環 境 本 省 廃棄物処理施設
整備費

30,606,713 （117,587,549）

防 衛 省 防 衛 本 省 施 設 整 備 費 31,604,074 （143,025,442）
研 究 開 発 費 30,477,281 （150,391,876）
施設運営等関連
諸費

79,704,046 （259,996,893）

なお、上記のうち事故繰越の主なものは法務省所管の法務省施設費のうちの 326億 6516万余円

である。

ウ 不 用 額

不用額は 2兆 0212億 5340万余円（18年度 1兆 8060億 0086万余円）で、その主なものは次のと

おりである。

所 管 組 織 項 不 用 額 （歳出予算現額）
千円 千円

内 閣 府 内 閣 本 府 内 閣 本 府 9,752,632 （63,320,621）
警 察 庁 警 察 庁 6,510,190 （188,823,112）

総 務 省 総 務 本 省 総 務 本 省 5,949,254 （163,411,097）
外 務 省 外 務 本 省 外 務 本 省 5,156,909 （83,447,767）

経 済 協 力 費 10,232,477 （230,476,269）
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所 管 組 織 項 不 用 額 （歳出予算現額）
千円 千円

財 務 省 財 務 本 省 財 務 本 省 13,523,424 （115,037,948）
国 債 費 1,177,175,332 （20,467,584,001）
予 備 費 190,248,000 （190,248,000）

国 税 庁 税 務 官 署 9,464,475 （708,305,120）
文 部 科 学 省 文部科学本省 公立文教施設整

備費
10,845,666 （335,830,693）

厚 生 労 働 省 厚生労働本省 厚生労働本省 7,556,486 （175,855,534）
保健衛生諸費 11,452,827 （103,392,986）
雇用保険国庫負
担金

64,700,000 （184,569,500）

社会福祉施設整
備費

22,050,517 （93,682,807）

児 童 保 護 費 16,375,312 （510,726,552）
障害者自立支援
給付諸費

66,875,949 （662,693,977）

老人医療・介護
保険給付諸費

31,121,828 （4,889,925,939）

特別障害給付金
国庫負担金

8,501,298 （11,883,330）

農 林 水 産 省 農林水産本省 農業・食品産業
強化対策費

5,650,633 （69,989,251）

農 村 振 興 費 5,125,560 （94,813,989）
農業生産基盤整
備事業費

15,176,559 （391,977,794）

農村整備事業費 11,847,101 （162,462,364）
農地等保全管理
事業費

9,423,534 （133,942,155）

水 産 庁 水産基盤整備費 8,044,792 （84,911,747）
経 済 産 業 省 中 小 企 業 庁 中小企業対策費 8,330,295 （108,557,968）
国 土 交 通 省 国土交通本省 住宅建設等事業

費
11,595,639 （280,279,376）

都市環境整備事
業費

11,512,728 （491,295,796）

河川等災害復旧
事業費

8,309,558 （287,580,658）

災害対策等緊急
事業推進費

11,022,439 （35,135,217）

地域自立・活性
化事業推進費

12,691,917 （14,793,405）

環 境 省 環 境 本 省 廃棄物処理施設
整備費

12,180,992 （117,587,549）

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 7,149,302 （2,437,483,710）
施設運営等関連
諸費

12,352,112 （259,996,893）

エ 予備費使用額

予備費使用額は 597億 5200万円（18年度 298億 6437万余円）で、その主なものは次のとおりで

ある。

所 管 組 織 項 予備費使用額 （歳出予算額）
千円 千円

外 務 省 外 務 本 省 外 務 本 省 11,481,637 （71,531,080）
厚 生 労 働 省 厚生労働本省 厚生労働本省 20,462,000 （154,706,742）
国 土 交 通 省 国土交通本省 河川等災害復旧

事業費
3,012,048 （158,285,409）

有料道路災害復
旧事業費

6,511,253 （9,353,000）

環 境 省 環 境 本 省 災害等廃棄物処
理事業対策費

3,666,379 （6,587,015）

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 7,547,095 （2,429,579,376）

なお、この一般会計歳出決算について検査した結果、この章の「第 1節第 4 個別の決算等」に

「一般会計歳出決算における不用額等の状況」（1255ページ参照）を掲記した。
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2 特 別 会 計

特別会計は、国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳

入をもって特定の歳出に充て一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に法律をもって設

置されるものである。平成 19年度における特別会計は 28会計であって、その歳入歳出決算についてみ

ると、次のとおりである。

（ 1） 内閣府、総務省及び財務省所管 交付税及び譲与税配付金特別会計

この特別会計は、地方交付税及び地方譲与税の配付並びに交通安全対策特別交付金の交付に関する経

理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

同特別会計は、交付税及び譲与税配付金と交通安全対策特別交付金の 2勘定に区分して経理されてお

り、その勘定別の 19年度の歳入歳出決算、借入金及び交付・譲与実績は次のとおりである。

ア 交付税及び譲与税配付金勘定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 51,277,223,015 74,726,029,606
収 納 済 歳 入 額 51,277,223,015 74,726,029,606

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 50,415,747,830 74,479,324,635
支 出 済 歳 出 額 50,130,989,560 72,711,208,083
翌 年 度 繰 越 額 ― 1,520,841,280
不 用 額 284,758,269 247,275,271

不用額の主なものは、国債整理基金特別会計へ繰入（歳出予算現額 34兆 1833億 9540万余円）の 2821

億 4560万余円である。

� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金 等）

33,617,295,408 52,282,053,987

（注） 地方交付税法等の一部を改正する法律（平成 19年法律第 24号）附則第 4条の規定により、19年 4月 1
日における財政融資資金からの借入金のうち 18,664,758,579千円に相当する額の借入金は、同日にお
いて、一般会計に帰属した。

� 交付・譲与実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

地 方 交 付 税

道 府 県 分 8,176,234,798 8,622,328,432
市 町 村 分 7,026,509,940 7,373,021,578

計 15,202,744,738 15,995,350,010
地 方 特 例 交 付 金

都 道 府 県 分 178,316,684 280,919,520
市 町 村 分 133,666,316 535,040,480

計 311,983,000 815,960,000

地 方 譲 与 税

�
�
�
�
�
�

所 得 譲 与 税
地 方 道 路 譲 与 税
石 油 ガ ス 譲 与 税
航空機燃料譲与税
自動車重量譲与税
特 別 と ん 譲 与 税

�
�
�
�
�
�
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

都 道 府 県 分 193,057,450 2,373,585,742
市 町 村 分 521,627,090 1,354,949,923

計 714,684,540 3,728,535,665
（注） 地方税法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 7号）附則第 2条の規定により 19年 4月 1日に所

得譲与税法が廃止されたため、19年度における所得譲与税の譲与実績はない。

イ 交通安全対策特別交付金勘定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 88,584,667 96,136,650
収 納 済 歳 入 額 88,584,667 96,136,650

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 85,235,386 84,374,256
支 出 済 歳 出 額 82,930,473 84,149,663
不 用 額 2,304,912 224,592

� 交 付 実 績

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

交通安全対策特別交付金

都 道 府 県 分 48,415,330 49,672,640
市 町 村 分 33,957,799 33,872,960

計 82,373,129 83,545,600

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「特別交付税の措置の対象と

なる地理情報システム導入に要する経費の算定に当たり、対象外経費を含めて計算していたため、特別

交付税が過大に交付されているもの」（98ページ参照）及び「市町村合併に係る特別交付税の交付に当た

り、財政需要額として報告した額と決算額に開差が生じているため、決算額に基づいて特別交付税の交

付額を見直すよう是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求したもの」（105ページ参照）を掲記した。

（ 2） 法務省所管 登記特別会計

この特別会計は、国が行う登記に関する事務その他の登記所に係る事務の遂行に資するとともに、そ

の経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 194,260,223 199,432,113
収 納 済 歳 入 額 194,260,197 199,431,927
不 納 欠 損 額 ― 185
収 納 未 済 歳 入 額 26 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 166,283,711 169,201,020
支 出 済 歳 出 額 160,877,414 162,133,880
翌 年 度 繰 越 額 1,682,442 1,589,374
不 用 額 3,723,854 5,477,765

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

登記申請等取扱件数 16,858千件 17,929千件
登記簿謄本交付等件数 300,656千件 325,407千件
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なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「地図等改製数値化作業請

負契約において、作業を行わない地図の枚数を含めて予定価格を積算したため、契約額が割高となって

いるもの」（128ページ参照）、「国有財産の管理に当たり、国有財産部局長が管理する国有財産につい

て、適切に登記の嘱託を行えることとするため、訓令を改正するよう意見を表示したもの」（135ページ

参照）及び「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努め

て、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参

照）を掲記した。

（ 3） 財務省所管 地震再保険特別会計

この特別会計は、地震再保険事業に関する国の経理を一般会計と区分して行うため設置されているも

のである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、責任準備金、再保険の対象となる保険及び主な業務実

績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 64,184,711 61,325,356
収 納 済 歳 入 額 64,184,711 61,325,356

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 75,003,006 64,038,474
支 出 済 歳 出 額 91,838 94,373
不 用 額 74,911,167 63,944,100

不用額の主なものは再保険費（歳出予算現額 748億 9318万余円）の 748億 9318万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

64,545,177
（52,929,243）

61,872,313
（50,515,460）

損 失
（事 務 取 扱 費）

91,838 94,373

責 任 準 備 金 繰 入 64,453,338 61,777,939

� 責 任 準 備 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

責 任 準 備 金 現 在 額 1,138,609,502 1,074,156,164

� 再保険の対象となる保険

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）

地 震 保 険 加 入 件 数 11,262千件 10,776千件
保 険 金 額 91,142,760,873千円 85,239,109,503千円

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

再 保 険 料 件 数 8,019千件 7,789千件
金 額 52,929,243千円 50,515,460千円

（ 4） 財務省所管 国債整理基金特別会計

この特別会計は、一般会計及び特別会計からの繰入資金等による国債、借入金等の償還及び利子等の

支払に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、国債等の償還並びに国債等の利子及び割引料の支払は次のと

おりである。
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� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 205,112,728,939 256,326,015,619
収 納 済 歳 入 額 205,112,728,939 256,326,015,619

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 190,944,565,690 236,461,304,640
支 出 済 歳 出 額 176,777,765,267 221,424,215,814
翌 年 度 繰 越 額 11,183,255,363 12,728,381,493
不 用 額 2,983,545,059 2,308,707,332

翌年度繰越額及び不用額はすべて国債整理基金支出（歳出予算現額 190兆 9242億 7969万余円）の分で

ある。

� 国債等の償還

区 分 19 年 度 （18 年 度）
（注）

国 債
千円 千円

126,724,963,456 167,592,725,848
借 入 金 37,872,915,691 54,286,375,136
政 府 短 期 証 券 1,649,500,000 1,652,700,000
（注） 18年度の国債には、年度内に発行、償還される歳入歳出外の借換国債の償還分を含む。

� 国債等の利子及び割引料の支払

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

国 債 利 子 等 8,994,699,327 8,521,430,790
借 入 金 利 子 746,419,733 698,960,468
政府短期証券割引料 620,732,958 357,336,624

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「特別弔慰金国庫債券の証

券の調達に当たり、請求受理件数の実績等を考慮しなかったなどのため、適切でない調達枚数となって

いるもの」（171ページ参照）を掲記した。

（ 5） 財務省所管 財政融資資金特別会計

この特別会計は、財政融資資金の運用に伴う歳入歳出に関する経理を一般会計と区分して行うため設

置されていたものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は財政投融資特別会計の財政融資資金勘

定に帰属するものとされた。

財政融資資金特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金、財政融資資金預託金、財政融資資

金特別会計公債金及び財政融資資金の運用資産は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 39,010,007,952 70,868,870,923
収 納 済 歳 入 額 39,010,007,952 70,868,870,923

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 39,038,320,120 70,396,502,041
支 出 済 歳 出 額 36,526,130,893 68,028,886,153
不 用 額 2,512,189,226 2,367,615,887
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不用額の主なものは、財政融資資金へ繰入（歳出予算現額 18兆 8000億円）の 1兆 8303億 7487万余

円、諸支出金（同 2兆 2987億 8846万余円）の 3518億 5857万余円及び国債整理基金特別会計へ繰入（同

17兆 9332億 0153万円）の 3294億 0928万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 貸 付 金 利 子）

5,978,414,318
（5,147,311,415）

7,097,530,078
（5,904,294,669）

損 失
（う ち 預 託 金 利 子）

3,676,944,027
（1,675,487,140）

4,528,010,349
（2,545,303,184）

（う ち 公 債 金 利 子） （1,694,397,516） （1,416,274,788）
利 益 金 2,301,470,290 2,569,519,729

�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 17,869,128,030 27,299,608,300�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 20,170,598,321 17,869,128,030

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 17,240,120,570 14,400,135,800

� 財政融資資金預託金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

財政融資資金預託金現在
額

84,264,377,589 132,154,701,517

� 財政融資資金特別会計公債金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

財政融資資金特別会計公
債金現在額

139,754,339,418 138,906,124,948

� 財政融資資金の運用資産

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

貸 付 金 現 在 額 208,796,264,051 235,188,155,429
有 価 証 券 現 在 額 33,178,720,705 51,283,938,718

（�） 財務省所管 産業投資特別会計

この特別会計は、産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって出資及び貸付けを行うこ

とにより国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的として、その経理を一般会計と区分して

行うため設置されていたものである。

同特別会計は、産業投資及び社会資本整備の 2勘定に区分して経理されている。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計の産業投資勘定に所属していた権利及び義務は財政投融資特別会計の

投資勘定に、社会資本整備勘定に所属していた権利及び義務は一般会計に、それぞれ帰属するものとさ

れた。

産業投資特別会計の勘定別の 19年度の歳入歳出決算、損益、利益積立金
（注）

及び主な業務実績は次のと

おりである。

（注） 18年度までは積立金。以下同じ。

ア 産業投資勘定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 215,216,096 267,182,681
収 納 済 歳 入 額 215,216,096 267,182,681
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 114,047,834 166,755,454
支 出 済 歳 出 額 88,577,448 152,199,111
翌 年 度 繰 越 額 574,000 2,055,000
不 用 額 24,896,385 12,501,342

不用額の主なものは、産業投資支出（歳出予算現額 341億 5500万円）の 244億 8350万円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 株 式 配 当 金）

98,210,598
（67,084,000）

93,570,786
（55,128,000）

損 失
（うち出資金償却損）

37,750,600
（37,670,652）

6,250,433
（6,164,879）

利 益 金 60,459,998 87,320,353
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に利益積立金に組入れ 60,459,998 87,320,353

� 利 益 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

利 益 積 立 金 現 在 額 1,411,451,482 1,403,531,129

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（出 資）

出 資 法 人 数 16法人 8法人
金 額 542,113,662千円 31,913,558千円

出 資 金 減 少 法 人 数 7法人 1法人
金 額 1,529,070,078千円 9,533,000千円

年 度 末 出 資 金 残 高 法 人 数 23法人 23法人
金 額 10,360,737,593千円 11,347,694,009千円

（貸 付 け）

貸 付 金 法 人 数 2法人 ―

金 額 429,500千円 ―

貸 付 金 回 収 法 人 数 4法人 4法人
金 額 2,016,600千円 2,430,950千円

年 度 末 貸 付 金 残 高 法 人 数 6法人 4法人
金 額 4,192,700千円 5,779,800千円

イ 社会資本整備勘定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 202,786,170 259,792,846
収 納 済 歳 入 額 202,786,170 259,792,846

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 201,443,096 258,443,511
支 出 済 歳 出 額 195,722,478 220,645,010
翌 年 度 繰 越 額 ― 29,786,000
不 用 額 5,720,617 8,012,500

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 預 託 金 利 子）

234,369
（232,508）

213,560
（213,557）

損 失
（事 務 費）

20,217 21,574

利 益 金 214,152 191,986
（利 益 金 の 処 理）
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

翌年度に利益積立金に組入れ ― 191,986
本年度に利益積立金に組入れ 214,152 ―

� 利 益 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

利 益 積 立 金 現 在 額 326,741 134,755

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収益回収型公共事業に対する無利子貸付け）

貸 付 金 額 38,172,000 46,562,770
貸 付 金 回 収 額 97,893,258 90,672,872
年 度 末 貸 付 金 残 高 1,041,081,719 1,100,802,977

（民間能力活用施設整備事業に対する無利子貸付け）

貸 付 金 額 6,182,000 8,989,000
貸 付 金 回 収 額 45,224,706 61,216,672
年 度 末 貸 付 金 残 高 236,455,517 275,498,223

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「地域イントラネット基盤施

設整備事業において、テレビ会議装置の整備に係る補助が的確に行われるよう是正改善の処置を求めた

もの」（99ページ参照）、「独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投資特別会

計からの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示したもの」（115ページ参照）

及び「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資特別会計か

らの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示したもの」（509ページ参照）を掲

記した。

（�） 財務省所管 外国為替資金特別会計

この特別会計は、国が行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするため置かれた外国為替

資金の運営に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金、基準外国為替相場
（注 1）

等の変更などによる外国為

替等評価損益等並びに主な資産運用及び政府短期証券（外国為替資金証券）の発行は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 4,553,308,163 3,911,358,318

収 納 済 歳 入 額 4,553,308,163 3,911,358,318

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 1,501,109,451 1,056,327,889

支 出 済 歳 出 額 626,524,658 379,128,114

不 用 額 874,584,792 677,199,774

不用額の主なものは、国債整理基金特別会計へ繰入（歳出予算現額 1兆 1612億 5999万余円）の 5585

億 2730万余円及び諸支出金（同 387億 8505万余円）の 158億 1801万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 運 用 収 入）

4,553,308,163
（4,511,746,227）

3,911,358,318
（3,906,601,552）

損 失
（う ち 借 入 金 利 子）

626,524,658
（602,192,244）

379,128,114
（351,707,321）

利 益 金 3,926,783,505 3,532,230,204
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として積立て 2,126,783,505 1,903,230,204
（注 2）

翌年度に一般会計に繰入れ 1,800,000,000 1,629,000,000
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� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 17,455,673,295 15,552,443,090

� 基準外国為替相場等の変更などによる外国為替等評価損益等

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

外国為替等繰越評価損 4,566,304,360 8,424,275,580
外 国 為 替 等 評 価 益 1,308,409,218 3,857,971,220

� 主な資産運用及び政府短期証券（外国為替資金証券）の発行

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

a 主な資産運用

円 貨 預 け 金 現 在 額 19,381,874,680 17,401,257,320
外 貨 証 券 現 在 額 88,255,344,240 82,234,310,249

b 政府短期証券（外国為替資金証券）の発行

政府短期証券（外国為替資金証券）現在額 102,933,590,000 99,324,640,000

（注 1） 基準外国為替相場 19年 1月 1日から 6月 30日までは米貨 1ドルにつき 117円、19年 7月 1日

から 12月 31日までは 119円、20年 1月 1日から 6月 30日までは 117円である。

（注 2） 翌年度に一般会計に繰入れ 19年度の繰入れについては、特別会計に関する法律（平成 19年法律第

23号）第 8条第 2項の規定に基づくものであり、18年度の繰入れについては、同法附則第 259

条の規定に基づくものである。

（ 8） 財務省及び国土交通省所管 特定国有財産整備特別会計

この特別会計は、国有財産の適正かつ効率的な活用を図るため庁舎等その他の施設の用に供する特定

の国有財産の整備を計画的に実施し、その経理を一般会計と区分して行うため設置されているものであ

る。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、借入金及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 196,933,863 108,149,801
収 納 済 歳 入 額 196,933,863 108,149,801

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 32,627,956 74,648,168
支 出 済 歳 出 額 30,413,282 71,737,363
翌 年 度 繰 越 額 1,052,510 ―

不 用 額 1,162,163 2,910,804

� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金）

30,838,768 50,817,640

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

施 設 跡 地 等 の 処 分 土 地 305千� 387千�
建 物 延べ 12千� 延べ 115千�

施 設 の 取 得 建 物 延べ 78千� 延べ 42千�

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「一般乗用旅客自動車乗車

券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討

して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参照）を掲記した。
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（ 9） 文部科学省、経済産業省及び環境省所管 エネルギー対策特別会計

この特別会計は、国が行う燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策及び電

源利用対策に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に設置さ

れ、同日に廃止された石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計と電源開発促進対策特別会計に

所属していた権利及び義務を承継している。

同特別会計は、エネルギー需給及び電源開発促進の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の

19年度の歳入歳出決算、借入金、資金及び主な業務実績は次のとおりである
（注 1）

。

（注 1） 歳入歳出決算の一部には、19年度の額と 18年度の額とを対比できないものがある。

ア エネルギー需給勘定（18年度は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネル

ギー需給構造高度化勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
（歳 入） 千円 千円
徴 収 決 定 済 額 2,331,692,143 徴 収 決 定 済 額 2,193,466,778
収 納 済 歳 入 額 2,331,679,620 収 納 済 歳 入 額 2,193,466,778
不 納 欠 損 額 12,522 不 納 欠 損 額 ―

（歳 出）
歳 出 予 算 現 額 2,390,924,451 歳 出 予 算 現 額 2,236,780,350
支 出 済 歳 出 額 2,030,482,101 支 出 済 歳 出 額 1,928,576,182
翌 年 度 繰 越 額 52,063,561 翌 年 度 繰 越 額 116,818,979
不 用 額 308,378,788 不 用 額 191,385,188

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

翌年度繰越額は、エネルギー需給構造高度化対策費（歳出予算現額 2316億 3681万余円）の 391億

2345万余円及び燃料安定供給対策費（同 4495億 3906万余円）の 129億 4010万余円である。また、不用

額の主なものは、燃料安定供給対策費の 1815億 5678万余円、国債整理基金特別会計へ繰入（同 1兆

5660億 1560万余円）の 901億 3016万余円及びエネルギー需給構造高度化対策費の 348億 2090万余円

である。

� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金 等）

451,277,593 431,425,113

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）
国家備蓄石油の年度末現
在高

5096万� 5096万�

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発
機構に対するエネルギー
需給勘定運営費交付金の
交付（注 2）

95,319,634千円 106,070,753千円

エネルギー使用合理化設
備等導入促進対策費補助
金の交付

82,748,227千円 54,137,068千円

国家備蓄石油の管理等の
委託

66,994,324千円 56,522,539千円

（注 2） 18年度については、石油及びエネルギー需給構造高度化勘定運営費交付金である。
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イ 電源開発促進勘定（18年度は電源開発促進対策特別会計電源立地勘定及び電源利用勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
（歳 入） 千円 千円
徴 収 決 定 済 額 432,240,404 徴 収 決 定 済 額

電 源 立 地 勘 定
電 源 利 用 勘 定

258,673,805
294,254,009

収 納 済 歳 入 額 432,240,404 収 納 済 歳 入 額
電 源 立 地 勘 定
電 源 利 用 勘 定

258,673,805
294,254,009

（歳 出）
歳 出 予 算 現 額 398,545,405 歳 出 予 算 現 額

電 源 立 地 勘 定
電 源 利 用 勘 定

237,936,295
274,906,702

支 出 済 歳 出 額 371,603,599 支 出 済 歳 出 額
電 源 立 地 勘 定
電 源 利 用 勘 定

215,887,100
235,405,720

翌 年 度 繰 越 額 2,080,510 翌 年 度 繰 越 額
電 源 立 地 勘 定
電 源 利 用 勘 定

8,240,990
15,202,588

不 用 額 24,861,295 不 用 額
電 源 立 地 勘 定
電 源 利 用 勘 定

13,808,204
24,298,394

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

不用額の主なものは電源立地対策費（歳出予算現額 1773億 7065万余円）の 172億 8476万余円であ

る。

� 資 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

周辺地域整備資金現在額 122,587,402 121,106,451

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）
電源立地地域対策交付金
の交付

101地方公共団体
106,886,045千円

92地方公共団体
104,276,095千円

独立行政法人日本原子力
研究開発機構に対する電
源利用勘定運営費交付金
の交付

104,456,134千円 99,848,666千円

独立行政法人原子力安全
基盤機構に対する電源立
地勘定運営費交付金の交
付

18,112,186千円 19,681,602千円

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「情報の整理、解析等に係

る委託業務の実施に当たり、部分休業制度を利用した職員の給与の減額分を委託費に含めていたため、

委託費の支払額が過大となっているもの」（191ページ参照）、「地域新規産業創造技術開発費補助金等の

経理が不当と認められるもの」（497ページ参照）、「電源立地地域対策交付金の交付を受けた事業の実施

に当たり、離岸堤設置工事の施工が設計と相違していたため、工事の目的を達していないもの」（503

ページ参照）、「エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定において、過年度の不用額の発生要因を十

分に見極め、歳出予算の見積りを行う際に反映させるなどして剰余金を減少させるよう意見を表示した

もの」（517、698ページ参照）及び「エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業

で取得した物品について、改造等の承認や売却処分等を円滑に行うことにより、これらの物品が同事業

の目的に照らして十分有効に活用されるよう改善の処置を要求したもの」（529ページ参照）を掲記し

た。
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（10） 厚生労働省所管 国立高度専門医療センター特別会計

この特別会計は、国立高度専門医療センター（国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精

神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センター）の円滑

な運営と経理の適正を図ることを目的として、その経理を一般会計と区分して行うため設置されている

ものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 161,250,566 198,192,705
収 納 済 歳 入 額 160,049,000 196,929,464
不 納 欠 損 額 5,580 1,062
収 納 未 済 歳 入 額 1,195,985 1,262,178

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 161,670,763 198,792,481
支 出 済 歳 出 額 144,943,334 184,262,484
翌 年 度 繰 越 額 14,612,463 10,896,835
不 用 額 2,114,965 3,633,161

翌年度繰越額の主なものは施設整備費（歳出予算現額 249億 1885万余円）の 145億 9070万余円であ

る。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 診 療 収 入）

141,996,031
（85,962,303）

182,264,810
（85,823,485）

損 失
（う ち 経 営 費）

124,889,323
（107,456,684）

128,724,668
（105,445,847）

利 益 金 17,106,707 53,540,142
（利益金の処理）

翌年度に基金に組入れ 17,106,707 53,540,142

� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金）

180,728,637 186,445,549

基 金 現 在 額 249,407,437 195,867,294
積 立 金 現 在 額 1,862,388 192,243

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

入 院 患 者 延 べ 数 1,335千人 1,396千人
外 来 患 者 延 べ 数 1,648千人 1,692千人

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「診療収入の収納に当た

り、不正に医事会計システムの収納データが削除されるなどして、削除された収納データに係る診療収

入が国庫に納付されておらず、会計経理が著しく適正を欠いているもの」（223ページ参照）、「国立高度

専門医療センターにおける診療報酬の請求に当たり、麻酔料等の請求額に過不足があったもの」（258

ページ参照）及び「厚生労働科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの」（274ページ参照）を、「第

4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「文部科学省、厚生
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労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及

び技術協力に係る援助の効果について」（1016ページ参照）を掲記した。

（11） 厚生労働省所管 労働保険特別会計

この特別会計は、労働者災害補償保険事業及び雇用保険事業に関する経理を一般会計と区分して行う

ため設置されているものである。

同特別会計は、労災、雇用及び徴収の 3勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19年度の歳

入歳出決算、損益、積立金等及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 労 災 勘 定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 1,453,528,439 1,397,807,546
収 納 済 歳 入 額 1,432,699,839 1,377,749,896
不 納 欠 損 額 734,523 531,030
収 納 未 済 歳 入 額 20,094,076 19,526,619

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 1,152,083,575 1,165,924,394
支 出 済 歳 出 額 1,104,983,358 1,119,152,681
翌 年 度 繰 越 額 2,052,622 912,821
不 用 額 45,047,594 45,858,891

収納未済歳入額はすべて雑収入（徴収決定済額 474億 1404万余円）の分である。また、不用額の主な

ものは、保険給付費（歳出予算現額 7989億 8780万余円）の 228億 5935万余円、社会復帰促進等事業費

（同 2004億 8561万余円）の 104億 0085万余円及び業務取扱費（同 494億 8847万余円）の 34億 1337万余

円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（うち徴収勘定より受入）

1,421,778,594
（1,072,934,306）

1,402,010,237
（1,054,471,190）

損 失
（う ち 保 険 給 付 費）

1,306,651,550
（776,075,556）

1,330,187,006
（780,524,949）

利 益 金 115,127,044 71,823,230
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 8,177,666,179 8,105,842,949�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 8,292,793,224 8,177,666,179

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 7,822,880,888 7,775,337,984

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

適用事業場数（年度末） 2,642,607事業場 2,642,570事業場
療 養 補 償 給 付 205,806,071千円 204,637,051千円
休 業 補 償 給 付 114,214,737千円 116,695,127千円
遺 族 補 償 年 金 198,817,849千円 198,951,888千円
障 害 補 償 年 金 151,268,915千円 151,562,140千円
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イ 雇 用 勘 定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 2,743,944,867 3,422,937,754
収 納 済 歳 入 額 2,738,117,732 3,416,525,205
不 納 欠 損 額 422,332 478,408
収 納 未 済 歳 入 額 5,404,801 5,934,140

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 2,374,971,255 2,834,829,403
支 出 済 歳 出 額 1,829,869,995 1,878,195,320
翌 年 度 繰 越 額 943,557 721,773
不 用 額 544,157,703 955,912,309

不用額の主なものは、失業等給付費（歳出予算現額 1兆 6783億 4750万余円）の 4185億 4755万余円、

雇用安定等事業費（同 2491億 2999万円）の 313億 9142万余円及び業務取扱費（同 886億 6497万余円）の

38億 5832万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（うち徴収勘定より受入）

2,767,244,295
（2,426,671,789）

3,466,824,375
（3,014,159,075）

損 失
（うち失業等給付費）

1,970,522,009
（1,259,797,984）

2,022,363,494
（1,280,277,514）

利 益 金 796,722,286 1,444,460,881
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 5,026,216,176 3,641,748,331�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 5,822,938,462 5,086,209,212

� 積 立 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 4,153,492,315 2,803,155,345
雇用安定資金現在額 1,000,421,510 810,617,690

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

被保険者数（年度末） 37,249,239人 36,150,645人
一 般 求 職 者 給 付 872,248,828千円 905,980,035千円
雇 用 継 続 給 付 234,911,544千円 207,455,158千円
就 職 促 進 給 付 64,455,630千円 65,024,754千円
特定求職者雇用開発助成
金

23,069,768千円 22,985,629千円

ウ 徴 収 勘 定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 3,762,451,532 4,276,195,956
収 納 済 歳 入 額 3,677,998,518 4,189,696,760
不 納 欠 損 額 8,338,086 7,400,728
収 納 未 済 歳 入 額 76,114,927 79,098,467

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 3,648,613,481 4,127,116,136
支 出 済 歳 出 額 3,607,206,139 4,112,374,782
翌 年 度 繰 越 額 ― 1,404,624
不 用 額 41,407,341 13,336,729
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収納未済歳入額の主なものは保険料収入（徴収決定済額 3兆 5749億 7991万余円）の 758億 3007万余

円である。また、不用額の主なものは、他勘定へ繰入（歳出予算現額 3兆 5363億 3042万円）の 224億

2333万余円、保険料返還金（同 610億 2131万余円）の 113億 3965万余円及び業務取扱費（同 437億 4224

万余円）の 74億 8313万余円である。

なお、19年度から石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18年法律第 4号）により、石綿（アス

ベスト）健康被害の救済に充てるために創設された石綿健康被害救済基金の原資となる一般拠出金が、

労働保険料の申告・納付の際に併せて事業主より徴収されることとなった。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）

3,592,310,072
（3,498,503,857）

4,157,350,906
（4,067,535,319）

損 失
（うち労災勘定へ繰入）
（うち雇用勘定へ繰入）

3,592,451,618
（1,072,934,306）
（2,426,671,789）

4,157,460,695
（1,054,471,190）
（3,014,159,075）

損 失 金 141,546 109,788
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 4,548,988 4,658,777�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 4,407,442 4,548,988

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「労働保険の保険料の徴収

に当たり、徴収額に過不足があったもの」（214ページ参照）、「地域求職活動援助事業等に係る委託事業

の実施に当たり、委託費から不正な支払を行い、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていたた

め、委託費の支払額が過大となっているもの」（231ページ参照）、「生涯職業能力開発事業等に係る委託

事業の実施に当たり、委託事業とは関係のない他法人が負担すべき経費を含めて委託費から支払う経費

を算出するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの」（237ページ参照）、「緊急サ

ポートネットワーク事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事していなかった期間に係る職

員の賃金を委託費から支払うなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの」（240ページ

参照）、「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等の実施に当たり、領収書等による支払の事実の裏

付けがない経費を含めるなどしていたため、委託費の支払額及び補助金の交付額が過大となっているも

の」（245ページ参照）、「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」（247ページ参照）、「雇

用保険の失業等給付金を不正に支給していたもの」（251ページ参照）、「雇用保険の特定求職者雇用開発

助成金の支給が適正でなかったもの」（253ページ参照）、「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診

療費の支払が過大となっていたもの」（271ページ参照）、「技能向上対策費補助金の経理において、補助

対象経費の精算が過大となっているもの」（333ページ参照）、「職員の不正行為による損害が生じたも

の」（335ページ参照）、「労働者災害補償保険給付を不正受給した職員に対する返還請求に当たり、労働

者災害補償保険法に基づく返還請求権が時効消滅している場合には、民法に基づく返還請求を行うよう

改善させたもの」（382ページ参照）、「民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練について、職業

の安定等を目的とする趣旨を踏まえて、就職者等から短期雇用者を除くことにより、就職支援経費の算

定方法を適切なものとするよう改善させたもの」（384ページ参照）及び「一般乗用旅客自動車乗車券の使

用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、

適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参照）を掲記した。
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（12） 厚生労働省所管 船員保険特別会計

この特別会計は、国が経営する船員保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されて

いるものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 69,411,095 70,808,988
収 納 済 歳 入 額 67,937,175 68,903,693
不 納 欠 損 額 441,354 775,450
収 納 未 済 歳 入 額 1,032,564 1,129,844

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 65,743,012 65,629,458
支 出 済 歳 出 額 63,279,412 63,449,732
不 用 額 2,463,599 2,179,725

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）

68,250,875
（61,572,699）

69,739,554
（62,100,722）

損 失
（う ち 保 険 給 付 費）

64,926,497
（31,739,553）

65,029,668
（32,430,267）

利 益 金 3,324,377 4,709,886
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 160,296,913 155,587,026�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 163,621,290 160,296,913

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 124,686,629 119,361,393

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

被保険者数（年度末） 59千人 59千人
職務上の事由による年金
等の支給

受 給 権 者 数 2,300人 2,284人
支 給 額 4,431,808千円 4,428,749千円
医 療 給 付 20,345,635千円 20,235,089千円
現金給付（傷病手当金等） 5,276,883千円 5,435,030千円
老 人 保 健 拠 出 金 6,861,689千円 6,355,882千円
退 職 者 給 付 拠 出 金 4,664,875千円 4,024,848千円
介 護 納 付 金 3,316,706千円 3,062,209千円
失業保険給付（失業保険金等） 1,689,059千円 2,333,362千円

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「医療費に係る国の負担が

不当と認められるもの」（261ページ参照）及び「社会保険病院等における食堂等の運営を受託している民

間業者等に対する国有財産の使用許可の手続及び使用料の徴収を適正なものとするよう改善させたも

の」（369ページ参照）を掲記した。
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（13） 厚生労働省所管 年金特別会計

この特別会計は、国民年金事業、厚生年金保険事業、健康保険事業及び児童手当に関する経理を一般

会計と区分して行うため設置されているものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に設置さ

れ、同日に廃止された厚生保険特別会計及び国民年金特別会計に所属していた権利及び義務を承継して

いる。

同特別会計は、基礎年金、国民年金、厚生年金、福祉年金、健康、児童手当及び業務の 7勘定に区分

して経理されており、その勘定別の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金等及び主な業務実績は次の

とおりである。

ア 基礎年金勘定（18年度は国民年金特別会計基礎年金勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 19,961,788,471 徴 収 決 定 済 額 19,138,941,613
収 納 済 歳 入 額 19,961,067,043 収 納 済 歳 入 額 19,138,101,434
不 納 欠 損 額 227,657 不 納 欠 損 額 309,290
収 納 未 済 歳 入 額 493,770 収 納 未 済 歳 入 額 530,889

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 19,136,230,053 歳 出 予 算 現 額 18,534,736,524
支 出 済 歳 出 額 18,393,517,321 支 出 済 歳 出 額 17,705,870,653
不 用 額 742,712,731 不 用 額 828,865,870

�������������
��

������������
��

不用額の主なものは、基礎年金給付費（歳出予算現額 14兆 7240億 1276万余円）の 2621億 7287万余

円である。（なお、不用額のうちには予備費に係るものが 4804億円ある。）

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（うち拠出金等収入）

18,529,172,469
（18,507,998,035）

利 益
（うち拠出金等収入）

17,724,263,759
（17,707,965,574）

損 失
（うち基礎年金給付費）

18,393,808,569
（14,461,839,887）

損 失
（うち基礎年金給付費）

17,706,204,757
（13,490,924,227）

利 益 金 135,363,899 利 益 金 18,059,002
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金
翌 年 度 繰 越 利 益 金

2,158,247,393
2,293,611,293

�
�

前年度繰越利益金
翌年度繰越利益金

2,140,188,390
2,158,247,393

����������
��

���������
��

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 724,607,812 724,607,812

	 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

老齢基礎年金等の支給 受 給 権 者 数 22,376千人 21,083千人
支 給 額 14,461,839,887千円 13,490,924,227千円
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イ 国民年金勘定（18年度は国民年金特別会計国民年金勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 5,582,022,976 徴 収 決 定 済 額 5,951,466,029
収 納 済 歳 入 額 5,572,898,267 収 納 済 歳 入 額 5,916,454,776
不 納 欠 損 額 788,963 不 納 欠 損 額 614,286
収 納 未 済 歳 入 額 8,335,745 収 納 未 済 歳 入 額 34,396,965

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 6,020,756,538 歳 出 予 算 現 額 6,141,183,435
支 出 済 歳 出 額 5,932,229,924 支 出 済 歳 出 額 6,035,845,724
不 用 額 88,526,613 不 用 額 105,337,710

������������
��

�������������
��

不用額の主なものは国民年金給付費（歳出予算現額 1兆 7565億 5733万余円）の 703億 1081万余円で

ある。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）
（うち一般会計より受入）

6,262,676,763
（2,678,691,644）
（1,844,456,611）

利 益
（う ち 保 険 料）
（うち一般会計より受
入）

6,430,854,223
（2,706,760,500）
（1,798,390,739）

損 失
（うち基礎年金勘定へ繰
入）
（うち国民年金給付費）

7,124,303,789
（4,115,110,737）

（1,686,245,772）

損 失
（うち基礎年金勘定へ
繰入）

6,902,232,354
（4,100,247,107）

（うち国民年金給付費） （1,814,902,113）
損 失 金 861,627,025 損 失 金 471,378,130
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金
翌 年 度 繰 越 利 益 金

9,572,386,273
8,710,759,248

�
�

前年度繰越利益金
翌年度繰越利益金

10,043,764,404
9,572,386,273

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��������
��

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 8,616,984,074 8,868,543,535
（うち運用寄託金現在額） （7,643,797,047） （5,814,045,437）

	 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

被保険者数（年度末） 30,981千人 32,019千人
老 齢 年 金 等 の 支 給 受 給 権 者 数 4,010千人 4,336千人

支 給 額 1,686,246,522千円 1,814,902,433千円

ウ 厚生年金勘定（18年度は厚生保険特別会計年金勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 36,201,120,912 徴 収 決 定 済 額 35,596,436,860
収 納 済 歳 入 額 36,082,953,806 収 納 済 歳 入 額 35,499,646,878
不 納 欠 損 額 21,739,413 不 納 欠 損 額 27,127,015
収 納 未 済 歳 入 額 96,427,692 収 納 未 済 歳 入 額 69,662,965

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 36,653,646,412 歳 出 予 算 現 額 35,402,320,724
支 出 済 歳 出 額 35,145,136,932 支 出 済 歳 出 額 34,397,516,873
不 用 額 1,508,509,479 不 用 額 1,004,803,850

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

不納欠損額の主なものは、保険料収入（徴収決定済額 22兆 0846億 8779万余円）の 205億 6903万余円

及び雑収入（同 92億 6190万余円）の 11億 7038万余円である。収納未済歳入額の主なものは、保険料収
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入の 950億 2725万余円及び雑収入の 14億 0044万余円である。また、不用額の主なものは、保険給付

費（歳出予算現額 23兆 5683億 9061万余円）の 1兆 2504億 5400万余円及び諸支出金（同 1136億 2262万

余円）の 220億 5547万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）

32,278,503,738
（22,015,982,666）

利 益
（う ち 保 険 料）

31,869,891,814
（20,997,875,125）

損 失
（う ち 保 険 給 付 費）

35,620,208,837
（22,317,936,278）

損 失
（う ち 保 険 給 付 費）

34,454,411,314
（22,254,093,440）

損 失 金 3,341,705,099 損 失 金 2,584,519,500
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金
翌 年 度 繰 越 利 益 金

134,432,705,673
131,091,000,574

�
�

前年度繰越利益金
翌年度繰越利益金

137,017,225,174
134,432,705,673

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 126,112,676,200 128,985,388,270
（うち運用寄託金現在額） （105,110,644,965） （90,824,766,338）

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

厚生年金保険の被保険者数（年度末） 34,570千人 33,794千人
老齢厚生年金等の支給 受 給 権 者 数 27,501千人 26,155千人

支 給 額 22,317,936,607千円 22,254,094,134千円

エ 福祉年金勘定（18年度は国民年金特別会計福祉年金勘定）

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 11,918,713 徴 収 決 定 済 額 17,444,837
収 納 済 歳 入 額 11,833,432 収 納 済 歳 入 額 17,378,067
不 納 欠 損 額 73,127 不 納 欠 損 額 51,977
収 納 未 済 歳 入 額 12,153 収 納 未 済 歳 入 額 14,792

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 23,119,504 歳 出 予 算 現 額 29,988,134
支 出 済 歳 出 額 11,790,574 支 出 済 歳 出 額 14,930,139
翌 年 度 繰 越 額 ― 翌 年 度 繰 越 額 2,402,635
不 用 額 11,328,930 不 用 額 12,655,359

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

不用額の主なものは、特別障害給付金給付費（歳出予算現額 117億 5655万余円）の 83億 8354万余円

及び福祉年金給付費（同 111億 9294万余円）の 27億 7538万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

老齢福祉年金の支給 受 給 権 者 数 24千人 34千人
支 給 額 8,417,564千円 11,828,572千円
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オ 健 康 勘 定（18年度は厚生保険特別会計健康勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 9,304,202,647 徴 収 決 定 済 額 9,093,805,898
収 納 済 歳 入 額 9,240,949,242 収 納 済 歳 入 額 9,043,569,213
不 納 欠 損 額 10,932,992 不 納 欠 損 額 12,964,794
収 納 未 済 歳 入 額 52,320,412 収 納 未 済 歳 入 額 37,271,890

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 9,428,907,929 歳 出 予 算 現 額 9,076,624,921
支 出 済 歳 出 額 9,348,708,501 支 出 済 歳 出 額 8,938,012,184
不 用 額 80,199,427 不 用 額 138,612,736

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

不納欠損額の主なものは保険料収入（徴収決定済額 6兆 8402億 1394万余円）の 101億 5529万余円で

ある。収納未済歳入額の主なものは、保険料収入の 507億 6799万余円及び雑収入（同 137億 9355万余

円）の 15億 5241万余円である。また、不用額の主なものは、介護納付金（歳出予算現額 6236億 2889万

余円）の 162億 0207万余円、保険給付費（同 4兆 2798億 1096万余円）の 115億 4717万余円及び諸支出

金（同 301億 2979万余円）の 80億 6658万余円である。（なお、不用額のうちには予備費に係るものが

400億円ある。）

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）

7,808,380,865
（6,806,273,193）

利 益
（う ち 保 険 料）

7,612,244,267
（6,654,084,253）

損 失
（う ち 保 険 給 付 費）

7,919,655,219
（4,268,175,404）

損 失
（う ち 保 険 給 付 費）

7,532,438,137
（4,085,036,176）

利 益 金（�損 失 金） �111,274,354 利 益 金（�損 失 金） 79,806,130
�
�
前 年 度 繰 越 損 失 金
翌 年 度 繰 越 損 失 金

1,066,491,257
1,177,765,612

�
�

前 年 度 繰 越 損 失 金
翌 年 度 繰 越 損 失 金

1,040,740,359
1,066,491,257

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

	 資 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

事 業 運 営 安 定 資 金 492,168,229 402,168,229


 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額 1,479,228,212 1,479,228,212
（財 政 融 資 資 金）

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

健康保険の一般被保険者数（年度末） 19,806千人 19,501千人
（保険給付）

医 療 給 付 3,741,008,682千円 3,530,097,281千円
現金給付（傷病手当金等） 524,055,663千円 551,799,149千円
老 人 保 健 拠 出 金 1,770,378,653千円 1,719,109,060千円
退 職 者 給 付 拠 出 金 1,102,797,129千円 930,591,501千円
介 護 納 付 金 606,930,891千円 602,326,387千円

健康保険の日雇特例被保険者数（年度末） 11千人 13千人
（保険給付）

医 療 給 付 2,051,702千円 2,454,357千円
現金給付（傷病手当金等） 1,147,739千円 753,210千円
老 人 保 健 拠 出 金 785,144千円 889,592千円
介 護 納 付 金 495,933千円 580,354千円

第
6
章

第
2
節

第
1

2

特
別
会
計

（
13
）

年
金
特
別
会
計

― 1300―



カ 児童手当勘定（18年度は厚生保険特別会計児童手当勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 468,476,965 徴 収 決 定 済 額 367,823,680
収 納 済 歳 入 額 467,483,942 収 納 済 歳 入 額 367,823,680
不 納 欠 損 額 137,735 不 納 欠 損 額 ―

収 納 未 済 歳 入 額 855,288 収 納 未 済 歳 入 額 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 477,202,724 歳 出 予 算 現 額 376,567,077
支 出 済 歳 出 額 436,301,507 支 出 済 歳 出 額 341,212,381
翌 年 度 繰 越 額 60,343 翌 年 度 繰 越 額 46,769
不 用 額 40,840,873 不 用 額 35,307,926

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

不用額の主なものは、被用者児童手当交付金（歳出予算現額 3469億 2537万余円）の 252億 1358万余

円、児童育成事業費（同 392億 1294万余円）の 79億 9482万余円及び非被用者児童手当交付金（同 850億

3539万余円）の 35億 5035万余円である。

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 103,153,255 90,239,242

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

児 童 手 当 の 交 付 交付対象児童数 11,808千人 11,818千人
交 付 額 886,039,214千円 734,398,579千円

キ 業 務 勘 定（18年度は厚生保険特別会計業務勘定及び国民年金特別会計業務勘定）

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 553,454,355 徴 収 決 定 済 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

499,710,080

168,245,946

収 納 済 歳 入 額 526,215,397 収 納 済 歳 入 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

472,134,352

167,927,079

不 納 欠 損 額 8,676,429 不 納 欠 損 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

8,392,680

895

収 納 未 済 歳 入 額 18,562,529 収 納 未 済 歳 入 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

19,183,047

317,971

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 520,318,525 歳 出 予 算 現 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

467,635,670

169,228,240

支 出 済 歳 出 額 463,574,836 支 出 済 歳 出 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

440,201,282

147,359,940

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

翌 年 度 繰 越 額 25,166,943 翌 年 度 繰 越 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

―

―

不 用 額 31,576,745 不 用 額
厚生保険特別会計
（業務勘定）
国民年金特別会計
（業務勘定）

27,434,387

21,868,299

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

収納未済歳入額はすべて雑収入（徴収決定済額 472億 2164万余円）の分である。翌年度繰越額の主な

ものは、業務取扱費（歳出予算現額 3139億 7296万余円）の 173億 9895万余円、福祉施設事業費（同

1033億 4044万余円）の 54億 2055万余円及び保健事業費（同 772億 3542万余円）の 14億 9171万余円で

ある。また、不用額の主なものは、業務取扱費の 149億 7054万余円、福祉施設事業費の 83億 6653万

余円及び保健事業費の 50億 8493万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（うち一般会計より受入）

534,941,792
（175,622,572）

利 益
厚生保険特別会計
（業務勘定）

479,084,054

国民年金特別会計
（業務勘定）

166,878,932

�
�
うち一般会計より受
入

�
�

厚生保険特別会計
（業務勘定）

（86,575,659）

国民年金特別会計
（業務勘定）

（77,417,763）

損 失
（う ち 業 務 費）

518,889,363
（281,539,792）

損 失
厚生保険特別会計
（業務勘定）

493,773,825

国民年金特別会計
（業務勘定）

161,224,679

（う ち 業 務 費）
厚生保険特別会計
（業務勘定）

（144,951,451）

国民年金特別会計
（業務勘定）

（129,049,641）

利 益 金 16,052,429 損 失 金
厚生保険特別会計
（業務勘定）

14,689,771

利 益 金
国民年金特別会計
（業務勘定）

5,654,252

前 年 度 繰 越 利 益 金 172,846,572 前年度繰越利益金
厚生保険特別会計
（業務勘定）

159,455,267

国民年金特別会計
（業務勘定）

22,516,839

翌 年 度 繰 越 利 益 金 188,614,163 翌年度繰越利益金
厚生保険特別会計
（業務勘定）

144,765,496

国民年金特別会計
（業務勘定）

28,171,091

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
�
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� 資 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

特別保健福祉事業資金現
在額

1,511,089,085 1,503,101,254

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「健康保険及び厚生年金保

険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」（217ページ参照）、「ねんきん特別便の作成及

び発送準備業務に係る委託契約において、仕様書の記載、委託業者への指示等が適切でなかったため、

再度、ねんきん特別便の作成及び発送が必要となり不経済となっているもの」（242ページ参照）、「厚生
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年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの」（255ページ参照）、「医療費に係る国の負担が不

当と認められるもの」（261ページ参照）、「職員の不正行為による損害が生じたもの」（335ページ参照）、

「社会保険病院等における食堂等の運営を受託している民間業者等に対する国有財産の使用許可の手続

及び使用料の徴収を適正なものとするよう改善させたもの」（369ページ参照）及び「国民年金・健康保険

及び厚生年金保険の共同処理業務を請け負わせるに当たり、手作業での業務割合を勘案することなどに

より予定価格の積算を経済的に行うよう改善させたもの」（387ページ参照）を掲記した。

（14） 農林水産省所管 食料安定供給特別会計

この特別会計は、農業経営基盤強化事業、農業経営安定事業及び食糧の需給及び価格の安定のために

行う事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に設立さ

れ、同日に廃止された食糧管理特別会計及び農業経営基盤強化措置特別会計に所属していた権利及び義

務を承継している。また、19年度の末日において、国営土地改良事業特別会計に所属していた未完了

借入事業の工事に係る権利及び義務を承継している。

同特別会計は、農業経営基盤強化、農業経営安定、米管理、麦管理、業務及び調整の 6勘定に区分し

て経理されており、その勘定別の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金、主な業務実績、調整資金の

増減額及び政府短期証券（食糧証券）の発行は次のとおりである
（注 1）

。

（注 1） 食糧管理特別会計において経理されていた国内米管理、国内麦管理、輸入食糧管理、輸入飼料、業務

及び調整の 6勘定並びに農業経営基盤強化措置特別会計に係る経理は、本特別会計の農業経営基盤強

化、米管理、麦管理、業務及び調整の 5勘定において経理することとされたため、歳入歳出決算等の区

分が異なり、19年度と 18年度とを対比できないものがある。

ア 農業経営基盤強化勘定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、農業経営基盤の強化に資するための農地等の買収、売渡し等及び農地保有合理化事

業等に係る補助金の交付等、農業経営の改善等に資するための農業改良資金の貸付け並びに青年等

の就農促進を図るための就農支援資金の貸付けに関する経理を行うものである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 36,513,722 ―

収 納 済 歳 入 額 36,024,396 ―

不 納 欠 損 額 2,026 ―

収 納 未 済 歳 入 額 487,299 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 33,350,506 ―

支 出 済 歳 出 額 23,612,036 ―

不 用 額 9,738,469 ―

	 損 益

区 分 19 年 度
千円

利 益 6,072,819
（3,104,039）�

�
うち農業改良資金貸付
金納付金

�
�

損 失 13,817,476
（11,929,763）�

�
うち農地保有合理化促
進対策費

�
�

損 失 金 7,744,656
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 3,083,414�

	

�翌 年 度 繰 越 損 失 金 4,661,242
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（農地等の売渡し等）

農 地 等 の 売 渡 し 1,137千� 500千�
農 地 等 の 買 収 3千� 1千�

（注 2）
年 度 末 所 有 農 地 等
（うち貸付け農地等）

44,499千�
（2,153千�）

46,132千�
（2,247千�）

（農地保有合理化事業等に係る補助金の交付等）

農地保有合理化法人に対
する補助金の交付

1,800,867千円 2,114,111千円

全国農地保有合理化協会
に対する補助金の交付

8,654,459千円 13,492,487千円

農林漁業金融公庫等に対
する貸付金の貸付け

8,972,126千円 9,821,652千円

（農 業 改 良 資 金）

都道府県に対する農業改
良資金貸付金の貸付け

― ―

（就 農 支 援 資 金）

都道府県に対する就農支
援資金貸付金の貸付け

820,652千円 1,261,500千円

（注 2）「年度末所有農地等」の面積は国有財産台帳に登載されている面積

イ 農業経営安定勘定

����

����

この勘定は、農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金及び農業経営安定事業収入減少影響

緩和対策交付金の交付事業に関する経理を行うものである。

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度
千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 152,834,422
収 納 済 歳 入 額 152,834,422

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 153,879,527
支 出 済 歳 出 額 148,551,114
不 用 額 5,328,412


 損 益

区 分 19 年 度
千円

利 益
（うち調整勘定より受入）

145,759,354
（68,930,811）

損 失 148,551,114
（148,123,074）�

�
うち農業経営安定事業
費

�
�

損 失 金 2,791,760
（翌 年 度 繰 越 損 失 金 2,791,760）

� 主な業務実績

区 分 19 年 度

認定農業者等に対する農
業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金の交
付

147,827,832千円

ウ 米 管 理 勘 定

����

����

この勘定は、国内米の備蓄に伴う売買等及び輸入米の売買に伴う事業に係る経理を行うものであ

る。
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� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 712,458,556 ―

収 納 済 歳 入 額 709,595,120 ―

収 納 未 済 歳 入 額 2,863,435 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 757,394,129 ―

支 出 済 歳 出 額 675,207,634 ―

翌 年 度 繰 越 額 401,599 ―

不 用 額 81,784,895 ―

不用額の主なものは、米買入費（歳出予算現額 1831億 3871万余円）の 248億 8434万余円、米管理

費（同 871億 9003万余円）の 148億 2574万余円及び返還金等他勘定へ繰入（同 4470億 6538万余円）の

20億 7481万余円である。（なお、不用額のうちには予備費に係るものが 400億円ある。）

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 売 上 高）

100,538,895
（95,291,320）

―
（―）

損 失
（う ち 売 上 原 価）
（う ち 事 業 管 理 費）

204,040,476
（119,723,543）
（69,040,847）

―
（―）
（―）

損 失 金 103,501,581 ―

（損 失 金 の 処 理）

調整勘定へ移し整理 103,501,581 ―

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

米 穀 買 入 れ 107万t ―万t
売 渡 し 119万t ―万t
年度末在庫 214万t ―万t

エ 麦 管 理 勘 定

〔この勘定は、輸入麦等の売買等に伴う事業に係る経理を行うものである。〕

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 418,927,593 ―

収 納 済 歳 入 額 418,927,593 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 477,178,601 ―

支 出 済 歳 出 額 418,460,544 ―

不 用 額 58,718,057 ―

不用額の主なものは、返還金等他勘定へ繰入（歳出予算現額 1700億 9867万余円）の 540億 5402万

余円、麦買入費（同 2986億 9791万余円）の 32億 8805万余円及び麦管理費（同 83億 8201万余円）の

13億 7597万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 売 上 高）

311,110,325
（310,689,880）

―
（―）

損 失
（う ち 売 上 原 価）

359,530,599
（280,635,197）

―
（―）

損 失 金 48,420,273 ―

（損 失 金 の 処 理）

調整勘定へ移し整理 48,420,273 ―
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

麦 類 買 入 れ 625万t ―万t
売 渡 し 622万t ―万t
年度末在庫 74万t ―万t

オ 業 務 勘 定

����

����

この勘定は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定及び麦管理勘定の各事業勘

定に共通する事務人件費に係る経理を行うものである。

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 20,427,098 ―

収 納 済 歳 入 額 20,427,098 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 26,080,243 ―

支 出 済 歳 出 額 19,809,486 ―

不 用 額 6,270,757 ―


 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益 17,409,260
（11,597,006）

―
（―）�

�
うち米管理勘定より業
務経費受入

�
�

損 失 47,156,855
（16,598,491）

―
（―）�

�
うち食糧事業事務取扱
費

�
�

損 失 金 29,747,595 ―

（損 失 金 の 処 理）

調整勘定へ移し整理 29,747,595 ―

カ 調 整 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、各事業勘定が必要とする資金の手当（一般会計の受入、食糧証券の発行、各事業勘

定で生じた決算剰余金の集約等による資金の調達と返済）を一括して行うとともに、米管理勘定、

麦管理勘定及び業務勘定の損益を移し受けて整理する機能を有しているものである。

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 1,279,487,285 ―

収 納 済 歳 入 額 1,279,487,285 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 1,319,480,680 ―

支 出 済 歳 出 額 1,256,677,747 ―

不 用 額 62,802,932 ―

不用額は、主要食糧及輸入飼料買入費等財源他勘定へ繰入（歳出予算現額 8434億 7864万余円）の

615億 0208万余円及び国債整理基金特別会計へ繰入（同 4760億 0203万余円）の 13億 0084万余円で

ある。


 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（うち一般会計より受入）

71,775,310
（67,204,108）

―
（―）
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

損 失 71,775,310
（68,930,811）

―
（―）�

�
うち農業経営安定勘定
へ繰入

�
�

（うち食糧証券割引差額） （2,700,352） （―）

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 15,342,965 16,342,965

� 調整資金の増減額

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

年 度 首 資 金 90,716,879 ―

本 年 度 受 入 額 151,000,000 ―

本 年 度 損 失 整 理 181,669,450 ―

損失整理後の現在額 60,047,429 ―

� 政府短期証券（食糧証券）の発行

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

繰 越 債 務 額 472,000,000 ―

本 年 度 発 行 額 1,799,000,000 ―

本 年 度 償 還 額 1,734,000,000 ―

年 度 末 現 在 額 537,000,000 ―

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「国庫補助事業に係る事務

費等の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に

係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの」（437

ページ参照）及び「政府所有米穀の変形加工において、変形加工単価の算定を工場加工経費の実態に即し

たものとすることなどにより変形加工に係る支払額の節減を図ったり、指示歩留りを加工の実態に即し

たものとすることにより加工会社に引き渡す米穀数量の低減を図ったりするよう改善させたもの」（478

ページ参照）を掲記した。

（15） 農林水産省所管 農業共済再保険特別会計

この特別会計は、国が経営する農業共済再保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置

されているものである。

同特別会計は、再保険金支払基金、農業、家畜、果樹、園芸施設及び業務の 6勘定に区分して経理さ

れており、その勘定別の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 再保険金支払基金勘定

����

�		


この勘定は、異常災害の発生に伴う農業勘定等における再保険金支払財源の不足に充てるための

一般会計からの受入金に関する経理を行うものである。

歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 20,124,371 18,952,667
収 納 済 歳 入 額 20,124,371 18,952,667

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 18,985,871 16,331,539
支 出 済 歳 出 額 ― ―

不 用 額 18,985,871 16,331,539
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不用額はすべて再保険金支払財源他勘定へ繰入（歳出予算現額 189億 8587万余円）の分である。

イ 農 業 勘 定

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、農業者が、風水害等による水稲、陸稲、麦、畑作物及び蚕繭の減収等によって受け

る損害につき、農業共済組合等が支払う共済金について農業共済組合連合会が負う保険責任のう

ち、次のものを再保険する事業に関する経理を行うものである。

� 水稲、陸稲及び麦については通常の災害を超える損害のうち農業共済組合連合会の負担分を超

える部分の全額

� 畑作物及び蚕繭については通常の災害を超える損害の一定の割合

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 29,710,909 34,196,978
収 納 済 歳 入 額 29,710,909 34,196,978

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 40,941,284 43,267,271
支 出 済 歳 出 額 9,620,002 23,501,607
不 用 額 31,321,281 19,765,663

不用額の主なものは農業再保険費（歳出予算現額 229億 2471万余円）の 198億 2030万余円である。

	 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

29,710,909
（22,857,439）

34,196,978
（26,268,908）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

9,717,945
（3,104,254）

23,600,811
（15,755,454）

利 益 金 19,992,964 10,596,166
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 42,345,713 31,749,546�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 62,338,678 42,345,713


 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 42,345,713 31,749,546

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（共 済 引 受）

水 稲 151万ha 152万ha
麦 24万ha 23万ha
畑 作 物 24万ha 22万ha

（再保険金支払）

水 稲 1,637,121千円 13,972,730千円
畑 作 物 1,314,749千円 965,829千円
麦 152,303千円 816,881千円

ウ 家 畜 勘 定

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、農業者が、家畜の死亡、疾病等によって受ける損害につき、農業共済組合等が支払

う共済金について農業共済組合連合会が負う保険責任のうち、伝染病等による異常事故については

損害の全額を、また、それ以外の事故については損害の一定の割合を再保険する事業に関する経理

を行うものである。
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� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 46,181,461 44,594,091
収 納 済 歳 入 額 46,181,461 44,594,091

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 37,965,945 38,439,294
支 出 済 歳 出 額 32,037,514 32,392,917
不 用 額 5,928,430 6,046,376

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

46,167,723
（23,985,464）

44,586,287
（24,451,524）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

44,172,797
（22,410,787）

44,715,753
（22,722,894）

利 益 金（� 損 失 金） 1,994,926 � 129,466
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 32,745,269 32,874,735�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 34,740,195 32,745,269

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 32,727,985 32,849,647

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（共 済 引 受）

牛 489万頭 486万頭
肉 豚 164万頭 178万頭
種 豚 19万頭 18万頭
馬 2万頭 2万頭

（再保険金支払）

牛 20,538,675千円 20,854,686千円
肉 豚 1,146,258千円 1,163,518千円
馬 416,891千円 411,580千円
種 豚 308,961千円 293,110千円

エ 果 樹 勘 定

�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�

この勘定は、農業者が、風水害等による果実の減収、樹体の損傷等によって受ける損害につき、

農業共済組合等が支払う共済金について農業共済組合連合会が負う保険責任のうち、通常の災害を

超える損害の一定の割合を再保険する事業に関する経理を行うものである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 5,883,360 5,893,736
収 納 済 歳 入 額 5,883,360 5,893,736

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 9,982,287 10,036,389
支 出 済 歳 出 額 2,105,907 2,618,411
不 用 額 7,876,379 7,417,977
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� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

5,883,360
（3,098,589）

5,893,736
（3,053,295）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

4,355,232
（1,545,350）

4,836,966
（2,084,273）

利 益 金 1,528,127 1,056,769
�
�

�
前 年 度 繰 越 損 失 金 33,269,031 34,325,800�

�

�翌 年 度 繰 越 損 失 金 31,740,903 33,269,031

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（共 済 引 受）

う ん し ゅ う み か ん 1125万本 1137万本
り ん ご 330万本 324万本
い よ か ん 279万本 300万本
な し 176万本 176万本
指 定 か ん き つ 172万本 160万本

（再保険金支払）

な し 735,033千円 580,578千円
指 定 か ん き つ 214,884千円 109,031千円
お う と う 209,513千円 797千円
う ん し ゅ う み か ん 138,797千円 398,595千円
か き 79,315千円 60,922千円

オ 園芸施設勘定

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	

この勘定は、農業者が、風水害等による園芸施設の損傷等によって受ける損害につき、農業共済

組合等が支払う共済金について農業共済組合連合会が負う保険責任のうち、損害の一定の割合を、

また、同連合会の事業年度ごとに通常の災害を超える損害の一定の割合を再保険する事業に関する

経理を行うものである。


 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 4,086,212 3,887,273
収 納 済 歳 入 額 4,086,212 3,887,273

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 5,259,776 5,108,187
支 出 済 歳 出 額 2,210,291 2,485,159
不 用 額 3,049,484 2,623,027

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

4,086,212
（1,384,017）

3,887,273
（1,199,268）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

2,912,269
（187,703）

3,079,601
（435,740）

利 益 金 1,173,942 807,671
�
�

�
前 年 度 繰 越 利 益 金 14,487,174 13,679,502�

�

�翌 年 度 繰 越 利 益 金 15,661,116 14,487,174

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 14,487,174 13,679,502
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（共 済 引 受）

園 芸 施 設 70万棟 71万棟

（再保険金支払）

園 芸 施 設 187,703千円 435,740千円

カ 業 務 勘 定

歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 1,008,481 1,011,636
収 納 済 歳 入 額 1,008,481 1,011,636

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 1,061,970 1,105,045
支 出 済 歳 出 額 1,008,481 1,011,635
不 用 額 53,488 93,409

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「家畜共済損害防止事業の

実施に当たり、事業に使用する自動車の使用料を実際の走行距離を把握することなく過大に算定してい

たため、交付対象事業費の精算が過大となっているもの」（405ページ参照）及び「牛に係る家畜共済事業

の運営において、農業共済組合連合会等が共済金算定の基礎となる基準単価を適切に設定できるように

することにより、共済金が適切に算定されるよう改善させたもの」（483ページ参照）を掲記した。

（16） 農林水産省所管 国営土地改良事業特別会計

この特別会計は、土地改良工事等に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されていたもので

ある。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、

19年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は一般会計に帰属するものとされ

た。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利及び義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給

特別会計の国営土地改良事業勘定に帰属するものとされた。

国営土地改良事業特別会計の 19年度の歳入歳出決算、借入金及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 574,533,109 521,269,727
収 納 済 歳 入 額 574,532,692 521,266,724
収 納 未 済 歳 入 額 416 3,002

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 582,141,577 584,587,998
支 出 済 歳 出 額 481,490,179 486,643,996
翌 年 度 繰 越 額 79,789,194 79,154,000
不 用 額 20,862,203 18,790,001

翌年度繰越額の主なものは、土地改良事業費（歳出予算現額 2536億 2298万余円）の 663億 7383万余

円、北海道土地改良事業費（同 872億 9153万余円）の 84億 8531万余円及び離島土地改良事業費（同 118

億 5978万余円）の 37億 7214万余円である。また、不用額の主なものは、土地改良事業費の 154億

3567万余円及び国債整理基金特別会計へ繰入（同 1327億 4200万円）の 37億 5921万余円である。
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� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金）

599,610,209 684,157,884

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

か ん が い 排 水 事 業 133地区 132地区
総 合 農 地 防 災 事 業 23地区 28地区
農用地再編整備事業 9地区 9地区

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「国営土地改良事業所等に

おいて使用する固定電話の通話料について、各種の割引制度等を適切に利用することにより、その節減

を図るよう改善させたもの」（470ページ参照）、「農林水産省所管の委託事業の実施に当たり、国の委託

費と都道府県の事業経費等との経理を明確に区分して、十分な根拠資料に基づく委託費の精算を行うこ

となどにより、委託費の会計経理を適正化するよう改善させたもの」（474ページ参照）及び「職員の不正

行為による損害が生じたもの」（582ページ参照）を掲記した。

（17） 農林水産省所管 森林保険特別会計

この特別会計は、国が行う森林保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されている

ものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 11,846,162 12,707,103
収 納 済 歳 入 額 11,846,162 12,707,103

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 5,316,639 5,577,079
支 出 済 歳 出 額 5,223,497 5,391,211
不 用 額 93,141 185,867

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）

11,846,162
（2,616,674）

12,707,103
（2,742,262）

損 失
（う ち 保 険 金）

13,400,711
（3,868,634）

14,350,215
（4,031,740）

損 失 金 1,554,549 1,643,112
�
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金 16,837,906 18,481,018�

�
�翌 年 度 繰 越 利 益 金 15,283,357 16,837,906

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 16,837,906 18,481,018

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（保 険 引 受）

件 数 164千件 173千件
面 積 1,164千ha 1,222千ha
金 額 1,296,265,782千円 1,396,190,969千円
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区 分 19 年 度 （18 年 度）

（保険金支払）

件 数 11千件 12千件
面 積 3千ha 4千ha
金 額 3,868,634千円 4,031,740千円

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「国庫補助事業に係る事務

費等の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に

係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの」（437

ページ参照）を掲記した。

（18） 農林水産省所管 国有林野事業特別会計

この特別会計は、国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運

営し、その健全な発達に資することを目的として、その経理を一般会計と区分して行うため設置されて

いるものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、借入金及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 473,499,755 428,014,804
収 納 済 歳 入 額 472,453,162 426,965,850
不 納 欠 損 額 4,905 24,718
収 納 未 済 歳 入 額 1,041,688 1,024,235

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 539,953,188 505,911,506
支 出 済 歳 出 額 472,826,328 413,460,092
翌 年 度 繰 越 額 41,943,198 67,189,049
不 用 額 25,183,660 25,262,364

翌年度繰越額の主なものは国有林野事業費（歳出予算現額 4562億 6292万余円）の 213億 1579万余

円、治山事業費（歳出予算現額 701億 3865万余円）の 176億 1267万余円及び北海道治山事業費（歳出予

算現額 104億 1255万余円）の 24億 2000万余円である。また、不用額の主なものは国有林野事業費の

234億 2205万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 売 上 高）

164,013,134
（23,975,363）

154,144,088
（24,096,741）

損 失
（う ち 経 営 費）

187,759,055
（46,493,263）

187,316,653
（60,615,188）

損 失 金 23,745,920 33,172,565
�
�
�
前 年 度 繰 越 損 失 金 346,042,327 312,869,762�

�
�翌 年 度 繰 越 損 失 金 369,788,248 346,042,327

� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金 等）

1,279,482,488 1,279,507,761
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

立 木 売 払 い 1,209千� 1,445千�
製 品 売 払 い 1,610千� 1,470千�
立 木 の 保 育 97千ha 66千ha
林 道 改 良 587� 711�
直 轄 治 山 事 業 2,202か所 1,852か所

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「被災職員に対する離職後

における休業補償等の支給に当たり、医療機関での診療時間の状況等が反映された通院時間を用いるこ

となどにより、休業補償等の額の算定を適切に行うよう改善させたもの」（487ページ参照）を掲記し

た。

（19） 農林水産省所管 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

この特別会計は、国が経営する普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再

保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものであ

る。

同特別会計は、漁船普通保険、漁船特殊保険、漁船乗組員給与保険、漁業共済保険及び業務の 5勘定

に区分して経理されており、その勘定別の 19年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は

次のとおりである。

ア 漁船普通保険勘定

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、戦乱等以外の事故により、1,000トン未満の漁船やこれに積載した漁獲物等が受け

た損害及び 1,000トン未満の漁船の運航に伴って生じた損害の賠償等について、漁船保険中央会が

漁船保険組合に負う再保険責任のうち同中央会の負担分を超える額を再保険する事業に関する経理

を行うものである。

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 7,589,515 7,084,341
収 納 済 歳 入 額 7,589,515 7,084,341

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 8,511,748 8,164,298
支 出 済 歳 出 額 7,469,187 6,986,631
不 用 額 1,042,560 1,177,666


 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

8,463,775
（491,217）

8,594,342
（522,556）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

8,217,752
（755,678）

8,182,756
（795,694）

利 益 金 246,023 411,585
�
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金 10,025,292 9,613,707�

�
�翌 年 度 繰 越 利 益 金 10,271,315 10,025,292

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 10,895,828 11,109,645
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（保 険 引 受）

件 数 396,982件 405,762件
再 保 険 金 額 31,801,700,259千円 29,754,932,788千円

（保険金支払）

損 害 再 保 険 金 金 額 52,713千円 32,309千円
満 期 再 保 険 金 件 数 220件 251件

金 額 702,965千円 763,385千円

イ 漁船特殊保険勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、1,000トン未満の漁船が戦乱等による事故により損害を受けた場合に、漁船保険組

合が負う保険責任を再保険する事業に関する経理を行うものである。

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 301,698 25,558
収 納 済 歳 入 額 301,698 25,558

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 437,495 179,223
支 出 済 歳 出 額 216,000 ―

翌 年 度 繰 越 額 ― 168,272
不 用 額 221,495 10,951


 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

301,157
（17,295）

26,410
（17,704）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

216,618
（216,000）

270,979
（―）

利 益 金（� 損 失 金） 84,539 � 244,568
�
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金 4,165,441 4,410,010�

�
�翌 年 度 繰 越 利 益 金 4,249,980 4,165,441

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 4,163,994 4,409,415

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（保 険 引 受）

件 数 318件 303件
再 保 険 金 額 34,554,663千円 34,296,957千円

（保険金支払）

件 数 1件 ―

再 保 険 金 216,000千円 ―

ウ 漁船乗組員給与保険勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払について、漁船保険組合が負う

保険責任を再保険する事業に関する経理を行うものである。
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� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 10,107 4,492
収 納 済 歳 入 額 10,107 4,492

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 42,520 29,520
支 出 済 歳 出 額 ― ―

不 用 額 42,520 29,520

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

10,111
（3,048）

4,842
（2,939）

損 失 293 275
利 益 金 9,818 4,567

�
�
�
前 年 度 繰 越 利 益 金 1,265,798 1,261,231�

�
�翌 年 度 繰 越 利 益 金 1,275,617 1,265,798

� 積 立 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

積 立 金 現 在 額 1,265,300 1,261,083

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（保 険 引 受）

件 数 200件 180件
再 保 険 金 額 537,599千円 492,947千円

エ 漁業共済保険勘定

�
������

	





�

この勘定は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によって受けることの

ある損失について漁業共済組合連合会が漁業共済組合に対して負う再共済責任等のうち、同連合会

の負担分を超える額を保険する事業に関する経理を行うものである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 7,832,189 8,079,526
収 納 済 歳 入 額 7,832,189 8,079,526

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 7,793,333 7,882,375
支 出 済 歳 出 額 7,394,966 7,662,997
不 用 額 398,366 219,377

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 保 険 料）

16,639,334
（2,549,159）

18,388,544
（2,520,974）

損 失
（う ち 保 険 金）
�

うち漁業共済組合連合
会交付金

�
�

15,300,470
（2,528,465）
（4,866,501）

16,886,671
（2,778,076）
（4,884,921）

利 益 金 1,338,863 1,501,872
�
�
�
前 年 度 繰 越 損 失 金 30,874,615 32,376,487�

�
�翌 年 度 繰 越 損 失 金 29,535,751 30,874,615
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（保 険 引 受）

件 数 60,935件 61,932件
再 共 済 金 額 385,840,764千円 376,333,387千円

（保険金支払）

漁 獲 共 済 保 険 金 2,128,465千円 1,766,876千円
養 殖 共 済 保 険 金 400,000千円 990,376千円
特定養殖共済保険金 ― 897千円
漁業施設共済保険金 ― 19,925千円

計 2,528,465千円 2,778,076千円

オ 業 務 勘 定

歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 1,032,917 988,925
収 納 済 歳 入 額 1,032,917 988,925

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 1,048,502 1,024,785
支 出 済 歳 出 額 1,032,916 988,925
不 用 額 15,585 35,859

（20） 経済産業省所管 貿易再保険特別会計

この特別会計は、外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によっ

て救済することができない危険を保険する制度を確立することによって、外国貿易その他の対外取引の

健全な発達を図ることを目的とする貿易保険に対して、政府の再保険事業に関する経理を一般会計と区

分して行うため設置されているものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、異常危険準備金及び主な業務実績は次のとおりであ

る。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 853,477,233 786,665,323
収 納 済 歳 入 額 853,477,233 786,665,323

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 213,082,491 158,272,745
支 出 済 歳 出 額 55,984,159 4,723,615
不 用 額 157,098,331 153,549,129

不用額の主なものは再保険費（歳出予算現額 1541億 7030万余円）の 1479億 9740万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 再 保 険 料）

100,666,204
（29,955,719）

173,938,715
（30,133,509）

損 失
（う ち 再 保 険 金）

100,666,204
（3,690,473）

236,384,896
（2,413,331）

損 失 金 ― 62,446,180
（前 年 度 繰 越 利 益 金 ― 62,446,180）
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なお、19年度は、損益計算した結果生じた益金 429億 9489万余円を、予期せぬ保険事故が発生した

場合の支払に備えるための異常危険準備金に繰り入れたため、利益金は発生していない。

� 異常危険準備金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

異常危険準備金現在額 463,333,346 420,338,454

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

再 保 険 引 受 件 数 424,469件 585,346件
金 額 13,686,846,638千円 22,842,472,839千円

再 保 険 金 支 払 件 数 88件 203件
金 額 3,690,473千円 2,413,331千円

（21） 経済産業省所管 特許特別会計

この特別会計は、工業所有権（特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。）に関する事務に係る

経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

同特別会計の 19年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 292,007,505 243,189,219
収 納 済 歳 入 額 292,003,987 243,189,219
不 納 欠 損 額 3,517 ―

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 119,001,457 118,747,699
支 出 済 歳 出 額 107,380,103 104,429,408
翌 年 度 繰 越 額 2,874,155 ―

不 用 額 8,747,198 14,318,290

なお、19年度において、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）第 8条第 2項の規定により、収

納済歳入額と支出済歳出額との差引きのうち 42億 8000万円を、20年度の一般会計の歳入に繰り入れ

ることとされた。

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（特 許 権）

出 願 の 受 理 395,521件 404,012件
審 査 請 求 の 受 理 377,893件 379,695件

（注）
審 査 319,606件 295,561件

（実用新案権）

出 願 の 受 理 10,044件 10,761件
（意 匠 権）

出 願 の 受 理 36,390件 36,437件
審 査 36,392件 36,919件

（商 標 権）

出 願 の 受 理 138,791件 135,695件
審 査 216,020件 212,808件

（注） 特許権の審査は、出願を受理したもののうち、その後審査請求を受理したものについて行うこと

となっている。
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なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「一般乗用旅客自動車乗車

券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討

して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参照）を掲記した。

（22） 国土交通省所管 都市開発資金融通特別会計

この特別会計は、次の資金の貸付けに関する経理を一般会計と区分して行うため設置されていたもの

である。

� 地方公共団体が行う都市公共施設用地の買取り等に必要な資金

� 地方公共団体が行う、市街地再開発組合等による市街地再開発事業の施行等に要する資金の貸付け

に必要な資金

� 地方公共団体が行う、土地区画整理組合等による土地区画整理事業の施行等に要する資金の貸付け

に必要な資金

� 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成等に必要な資金

� 土地開発公社が行う公共事業予定地等の買取りに必要な資金

� 「民間都市開発の推進に関する特別措置法」（昭和 62年法律第 62号）に基づき指定された民間都市開発

推進機構等が行う業務に必要な資金

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は社会資本整備事業特別会計の業務勘定

に帰属するものとされた。

都市開発資金融通特別会計の 19年度の歳入歳出決算、損益、借入金及び主な業務実績は次のとおり

である。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 65,614,430 69,996,474
収 納 済 歳 入 額 65,614,430 69,996,474

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 47,758,318 57,773,024
支 出 済 歳 出 額 28,671,818 36,860,443
翌 年 度 繰 越 額 6,516,000 4,750,000
不 用 額 12,570,499 16,162,580

不用額の主なものは都市開発資金貸付金（歳出予算現額 244億 9100万円）の 125億 4695万余円であ

る。

なお、19年度において、特別会計に関する法律第 8条第 2項の規定により、収納済歳入額と支出済

歳出額との差引きのうち 33億 1285万余円を、20年度の一般会計の歳入に繰り入れることとされた。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益
（う ち 利 子 収 入）

991,454
（991,454）

1,463,587
（1,463,586）

損 失
（う ち 支 払 利 子）

798,125
（792,591）

1,258,337
（1,252,623）

利 益 金 193,329 205,250
�
�
�
前 年 度 繰 越 損 失 金 2,456,713 2,661,964�

�
�翌 年 度 繰 越 損 失 金 2,263,384 2,456,713
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� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金）

40,850,229 60,607,809

� 主な業務実績

a 貸 付 実 績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（地方公共団体貸付）

都市公共施設用地買取資
金貸付

件 数 12件 16件
面 積 54,168� 53,858�
金 額 3,038,000千円 3,564,000千円

市街地再開発事業等資金
貸付

件 数 4件 5件
金 額 651,500千円 459,000千円

組合等土地区画整理資金
貸付

件 数 13件 18件
金 額 775,748千円 1,009,350千円

（都市再生機構貸付）

都 市 開 発 資 金 貸 付 件 数 6件 3件
金 額 545,000千円 545,000千円

（土地開発公社貸付）

特定公共用地等買取資金
貸付

件 数 1件 1件
面 積 10,609� 3,609�
金 額 50,000千円 196,000千円

（民間都市開発推進機構貸付）

都 市 開 発 資 金 貸 付 件 数 2件 3件
金 額 367,800千円 1,263,016千円

b 貸 付 金 回 収

19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

金 額 31,074,837 35,184,478

c 貸付金現在額

19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

金 額 248,472,366 274,119,155

（23） 国土交通省所管 治水特別会計

この特別会計は、国が施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理並びに都道府県知

事が施行する治水事業に係る負担金又は補助金の交付等に関する経理を一般会計と区分して行うため設

置されていたものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は社会資本整備事業特別会計の治水勘定

等又は一般会計に帰属するものとされた。

治水特別会計は、治水及び特定多目的ダム建設工事の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別

の 19年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。
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ア 治 水 勘 定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 1,251,903,323 1,259,289,740
収 納 済 歳 入 額 1,251,010,326 1,259,248,022
不 納 欠 損 額 7,254 5,049
収 納 未 済 歳 入 額 885,741 36,669

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 1,298,897,329 1,339,766,630
支 出 済 歳 出 額 1,035,331,179 1,093,530,192
翌 年 度 繰 越 額 254,169,410 233,848,132
不 用 額 9,396,739 12,388,305

翌年度繰越額の主なものは、河川事業費（歳出予算現額 5616億 4473万余円）の 1504億 7315万余円、

砂防事業費（同 1745億 5729万余円）の 341億 9626万余円及び災害対策等緊急事業推進費（同 240億

7363万余円）の 116億 6715万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

直 轄 事 業 補 助 事 業 直 轄 事 業 補 助 事 業

河 川 改 修 119河川 666河川 119河川 675河川
河 川 総 合 開 発 14ダム 93ダム 11ダム 101ダム
砂 防 施 設 の 整 備 34水系 898流域 34水系 929流域

イ 特定多目的ダム建設工事勘定

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	

この勘定は、特定多目的ダム法（昭和 32年法律第 35号）に基づき、流水を発電・水道・工業用水道

の特定用途等に供することを目的として、国土交通大臣が自ら新築する多目的ダムの建設工事に関

する事業の経理を行うものである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 223,333,807 238,239,847
収 納 済 歳 入 額 223,301,496 238,238,971
不 納 欠 損 額 593 ―

収 納 未 済 歳 入 額 31,717 875
（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 228,466,313 240,826,117
支 出 済 歳 出 額 185,595,695 199,236,158
翌 年 度 繰 越 額 41,202,400 37,161,760
不 用 額 1,668,217 4,428,199

翌年度繰越額の主なものは、多目的ダム建設事業費（歳出予算現額 1845億 8015万余円）の 373億

4372万余円、沖縄多目的ダム建設事業費（同 86億 1576万余円）の 15億 3092万余円及び北海道多目的

ダム建設事業費（同 139億 6352万余円）の 13億 0804万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

ダ ム 建 設 31ダム 34ダム

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「道路改築事業等の実施に

当たり、落橋防止システムの設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保され

ていない状態になっているもの」（545ページ参照）、「国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、虚偽
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の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、

補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの」（576ページ参照）、「職員の不正行

為による損害が生じたもの」（582ページ参照）、「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程

に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよ

う意見を表示したもの」（608ページ参照）及び「談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適

用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させた

もの」（674ページ参照）を掲記した。

（24） 国土交通省所管 道路整備特別会計

この特別会計は、国が揮発油税の収入額に相当する金額等を財源に充てて行う道路整備事業に関する

経理を一般会計と区分して行うため設置されていたものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は社会資本整備事業特別会計の道路整備

勘定等又は一般会計に帰属するものとされた。

道路整備特別会計の 19年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 4,599,923,509 4,786,979,236
収 納 済 歳 入 額 4,595,170,030 4,786,556,361
不 納 欠 損 額 157,913 143,711
収 納 未 済 歳 入 額 4,595,565 279,163

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 4,832,428,181 4,944,873,038
支 出 済 歳 出 額 3,811,811,026 3,877,272,385
翌 年 度 繰 越 額 989,511,097 1,019,137,287
不 用 額 31,106,056 48,463,365

翌年度繰越額の主なものは、道路事業費（歳出予算現額 2兆 1931億 9204万余円）の 5472億 7692万余

円、道路環境整備事業費（同 8489億 5703万余円）の 1945億 7336万余円及び地方道路整備臨時交付金

（同 8751億 8589万余円）の 1727億 2109万余円である。また、不用額の主なものは、道路事業費の 95

億 2022万余円、附帯工事費（同 390億 2621万余円）の 93億 5217万余円及び受託工事費（同 274億 7132

万余円）の 67億 7423万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（直 轄 事 業）

高速自動車国道の整備 11路線 11路線
一 般 国 道 の 改 築 163路線 169路線
�うち大規模バイパスの�
�新設 �

（59か所） （59か所）

共 同 溝 の 整 備 16路線 17路線
（補 助 事 業）

一 般 国 道 の 改 築 286路線 293路線
地 方 道 の 改 築 303か所 341か所

街 路 事 業 615か所 675か所

土 地 区 画 整 理 事 業 510か所 540か所
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なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「道路改築事業等の実施に

当たり、落橋防止システムの設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保され

ていない状態になっているもの」（545ページ参照）、「土地区画整理事業等の実施において支障となる水

道管等の移設補償費の算定に当たり、財産価値の減耗分を控除していなかったなどのため、補償費が過

大となっているもの」（551ページ参照）、「下水道事業等の実施に当たり、補助の対象となる事務費の算

定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの」（553ページ参照）、「街路事業の実施に

当たり、設計及び施工が適切でなかったため、橋りょう等の所要の安全度が確保されていない状態に

なっているもの」（569ページ参照）、「道路改築事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台

の胸壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」（572ページ参照）、「国庫補助事業

に係る事務費の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の

購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたも

の」（576ページ参照）、「職員の不正行為による損害が生じたもの」（582ページ参照）、「粉じんの発生を

抑制する必要がある地盤改良工事の実施に当たり、工法の選定を適切なものとすることにより、経済的

な設計を行うよう是正改善の処置を求めたもの」（587ページ参照）、「トンネル工事の実施に当たり、集

じん機の機種及び規格の選定を適切なものとすることにより、経済的な設計を行うよう是正改善の処置

を求めたもの」（596ページ参照）、「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた

所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示

したもの」（608ページ参照）、「道路整備特別会計における支出が適正かつ効率的に行われるよう意見を

表示したもの」（622ページ参照）、「高速道路料金を割引する社会実験に伴う高速道路株式会社の減収分

を補てんする国の負担額の算定に当たり、その算定方法を明確にすることにより負担額が適切なものと

なるよう改善させたもの」（671ページ参照）及び「道路管理データベースシステムを効率的、効果的に運

用するため、道路管理に必要な電気通信設備を確実に登録するよう改善させたもの」（679ページ参照）

を掲記した。

（25） 国土交通省所管 港湾整備特別会計

この特別会計は、国が施行する港湾整備事業に関する経理及び港湾管理者が施行する港湾整備事業に

対する負担金又は補助金の交付等に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されていたものであ

る。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は社会資本整備事業特別会計の港湾勘定

等に帰属するものとされた。

港湾整備特別会計は、港湾整備及び特定港湾施設工事の 2勘定に区分して経理されており、その勘定

別の 19年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 港 湾 整 備 勘 定

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 351,903,740 367,057,004
収 納 済 歳 入 額 351,305,095 366,988,390
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

収 納 未 済 歳 入 額 598,645 68,613
（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 370,790,463 377,957,685
支 出 済 歳 出 額 311,223,300 332,600,037
翌 年 度 繰 越 額 57,406,904 42,770,387
不 用 額 2,160,257 2,587,260

翌年度繰越額の主なものは、港湾事業費（歳出予算現額 2502億 6021万余円）の 437億 5223万余円、

離島港湾事業費（同 277億 0463万余円）の 61億 1880万余円及び沖縄港湾事業費（同 316億 5600万余円）

の 44億 1198万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（直 轄 事 業）

港 湾 の 整 備 119港 118港
航 路 の 整 備 16航路 16航路

（補 助 事 業）

港 湾 の 整 備 243港 270港

イ 特定港湾施設工事勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、企業の合理化に資するために必要な港湾施設の工事に要する費用の一部を受益を受

ける事業者に負担させ、国が施行する工事等に関する経理を行うものである。

	 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 8,817,037 7,128,386

収 納 済 歳 入 額 8,817,037 7,128,386

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 8,821,984 7,308,048

支 出 済 歳 出 額 8,197,223 5,910,537

翌 年 度 繰 越 額 584,341 1,106,319

不 用 額 40,420 291,190

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（直 轄 事 業）

エネルギー港湾施設の整備 4港 4港
鉄 鋼 港 湾 施 設 の 整 備 2港 2港

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「港湾改修事業の実施に当

たり、設計が適切でなかったため、スイングゲートの所要の安全度が確保されていない状態になってい

るもの」（564ページ参照）、「国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成

するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用

途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの」（576ページ参照）、「調査等業務における交通船等の借上費

に係る船員数の積算基準を作業の実態に合わせて改めるよう是正改善の処置を求めたもの」（592ページ

参照）、「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努め

て、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参

照）及び「直轄港湾工事の監督業務等を行う港湾事務所の業務量、業務内容等に応じて監督測量船の配置

を見直すことなどにより、その運用を効率的に行うよう改善の処置を要求したもの」（650ページ参照）

を掲記した。
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（26） 国土交通省所管 空港整備特別会計

この特別会計は、国が施行する空港整備事業等に関する経理を一般会計と区分して行うため設置され

ていたものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は社会資本整備事業特別会計の空港整備

勘定等又は一般会計に帰属するものとされた。

空港整備特別会計の 19年度の歳入歳出決算、借入金及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 662,779,080 578,242,106
収 納 済 歳 入 額 662,680,294 578,181,957
収 納 未 済 歳 入 額 98,786 60,149

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 734,689,982 648,225,663
支 出 済 歳 出 額 555,188,826 463,844,701
翌 年 度 繰 越 額 167,101,064 166,779,621
不 用 額 12,400,091 17,601,339

翌年度繰越額の主なものは、空港整備事業費（歳出予算現額 4115億 2252万余円）の 1626億 6725万余

円、沖縄空港整備事業費（同 99億 7481万余円）の 27億 7431万余円及び北海道空港整備事業費（同 72億

9658万余円）の 11億 4130万余円である。また、不用額の主なものは、空港整備事業費の 55億 0375万

余円、空港等維持運営費（同 1506億 7453万余円）の 37億 6569万余円及び国債整理基金特別会計へ繰入

（同 1055億 4737万余円）の 11億 4859万余円である。

� 借 入 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 現 在 額
（財 政 融 資 資 金 等）

922,152,954 891,938,314

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

（直 轄 事 業）

滑走路の新設及び延長 4空港 4空港
航空路監視レーダー施設の整備 9か所 11か所

（補 助 事 業）

滑走路の新設及び延長 3空港 4空港

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「空港における利用者アン

ケート調査業務等に係る請負契約において、調査業務が履行期間内に履行されたこととする虚偽の内容

の関係書類を作成するなどの不適正な会計経理を行い、代金を支出していたもの」（535ページ参照）、

「空港の場周柵強化工事の実施に当たり、場周柵の設計が適切でなかったため、工事の目的を達してい

ないもの」（536ページ参照）、「電気施設保全業務契約に当たり、特記仕様書において対象設備の点検に

係る数量を誤ったなどのため、契約額が過大となっているもの」（541ページ参照）、「空港整備事業の実

施に当たり、物件移転補償に要する費用の算定が適切でなかったため、補償費が過大となっているも

の」（574ページ参照）、「国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成する
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など不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需要費を支払ったり、補助の対象とならない用途に

賃金や旅費を支払ったりしていたもの」（576ページ参照）、「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当た

り、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管

理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参照）、「航空交通管制機器等の保守業務費の積算を空

港等が設置されている地域ごとの労務単価に基づき適切なものとするよう改善させたもの」（683ページ

参照）及び「航空管制用レーダーの定期整備請負契約に当たり、地方航空局等において定期的に交換する

部品の積算単価を統一的かつ適正に設定する仕組みを構築して、部品材料費の積算を適切なものとする

よう改善させたもの」（686ページ参照）を掲記した。

（27） 国土交通省所管 自動車損害賠償保障事業特別会計

この特別会計は、国が行う自動車損害賠償保障事業、自動車事故対策事業、経過措置としての再保険

事業等及び保険料等充当交付金の交付事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されていた

ものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は自動車安全特別会計の保障勘定等に帰

属するものとされた。

自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障、自動車事故対策及び保険料等充当交付金の 3勘定に区分

して経理されており、その勘定別の 19年度の歳入歳出決算、損益、繰越金、基金及び主な業務実績は

次のとおりである。

ア 保 障 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、自動車損害賠償保障事業（保有者が明らかでない自動車によって生命、身体を害さ

れて損害賠償の請求をすることのできない被害者の受けた損害を国がて
�

ん
�

補するなどの事業）等の

経理を行うものである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 72,813,273 75,009,054
収 納 済 歳 入 額 68,232,022 70,969,625
不 納 欠 損 額 668,246 282,016
収 納 未 済 歳 入 額 3,913,004 3,757,411

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 8,637,306 8,033,062
支 出 済 歳 出 額 5,759,905 7,313,233
不 用 額 2,877,400 719,828

	 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益 15,860,037 18,446,994
�
�
うち前年度繰越支払備
金

�
�

（7,992,910） （9,373,869）

（う ち 賦 課 金） （2,591,777） （2,844,584）
損 失 13,455,384 19,579,311
�
�
うち次年度繰越支払備
金

�
�

（4,760,967） （7,992,910）

（う ち 保 障 金） （3,775,560） （5,246,994）
利 益 金（
 損 失 金） 2,404,652 
 1,132,317
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区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（利益金又は損失金の処理）

翌年度に繰越利益として
整理

2,404,652 ―

翌年度に繰越利益を減額
して整理

― 1,132,317

� 繰 越 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

繰 越 利 益 の 額 112,971,941 114,104,258

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

保 障 金 等 の 支 払 件 数 2,833件 3,724件
金 額 3,775,560千円 5,246,994千円

イ 自動車事故対策勘定

�
�
�
�

�
�
�
	

この勘定は、自動車事故対策事業（被害者保護の増進又は自動車事故防止対策に関する事業）の経

理を行うものである。


 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 19,965,957 15,886,953
収 納 済 歳 入 額 19,965,957 15,886,953

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 15,728,149 16,563,017
支 出 済 歳 出 額 14,485,253 15,653,559
翌 年 度 繰 越 額 510,000 ―

不 用 額 732,895 909,457

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益 8,199,165 4,506,933
�
�
うち独立行政法人自動
車事故対策機構納付金

�
�

（4,865,260） ―

（う ち 利 子 収 入） （3,300,789） （4,469,175）
損 失 14,485,253 15,653,559
�
�
�

うち独立行政法人自動
車事故対策機構運営費
交付金

�
�
�

（8,428,659） （8,688,957）

損 失 金 6,286,088 11,146,626
（損失金の処理）

翌年度に基金を減額して
整理

6,286,088 11,146,626

� 基 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

基 金 残 額 729,180,645 740,327,272

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

自動車事故対策計画に基
づく助成

件 数 567件 234件

金 額 14,220,900千円 15,342,253千円
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ウ 保険料等充当交付金勘定

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、経過措置としての再保険事業等（自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠

償責任共済保険事業）に関する経理、保険料等充当交付金（保険契約者が保険会社に支払うべき自動

車損害賠償責任保険の保険料の一部等に充てさせるため、政府が保険会社等に交付する交付金）の

交付事業に関する経理を行うものである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 52,124,904 81,395,900

収 納 済 歳 入 額 52,124,904 81,395,900

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 57,509,594 90,867,700

支 出 済 歳 出 額 52,017,750 80,793,421

不 用 額 5,491,843 10,074,278

	 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

利 益 7,935,038 15,621,623
�
�
うち前年度繰越支払備
金

�
�

（7,458,304） （15,400,500）

損 失 56,036,173 88,251,310
�
�
うち次年度繰越支払備
金

�
�

（4,017,982） （7,458,304）

損 失 金 48,101,135 72,629,687
（損失金の処理）

翌年度に基金を減額して
整理

48,101,135 72,629,687


 基 金

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

基 金 残 額 89,000,797 161,630,484

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

�

経過措置としての保険契約
及び保険金支払

�
�

再保険及び保険関係の成
立

件 数 79件 75件
金 額 764千円 1,304千円

再保険金及び保険金の支
払

件 数 8千件 22千件
金 額 17,429,578千円 35,142,757千円

（保険料等充当交付金の交付）

交 付 実 績 法 人 数 23法人 23法人
金 額 34,398,104千円 45,480,819千円

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「一般乗用旅客自動車乗車

券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討

して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参照）を掲記した。
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（28） 国土交通省所管 自動車検査登録特別会計

この特別会計は、国が行う自動車の検査及び登録等に関する経理を一般会計と区分して行うため設置

されていたものである。

なお、同特別会計は、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）により 19年 4月 1日に廃止され

たが、同法により、19年度の末日までの期間に限り暫定的に設置することとされていた。そして、19

年度の末日において、同特別会計に所属していた権利及び義務は自動車安全特別会計の自動車検査登録

勘定に帰属するものとされた。

自動車検査登録特別会計の 19年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。

� 歳入歳出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（歳 入）

徴 収 決 定 済 額 57,357,035 63,251,881

収 納 済 歳 入 額 57,357,035 63,251,881

（歳 出）

歳 出 予 算 現 額 45,323,324 48,594,588

支 出 済 歳 出 額 42,926,793 46,153,770

翌 年 度 繰 越 額 359,186 100,446

不 用 額 2,037,343 2,340,371

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

自 動 車 の 検 査
（う ち 有 料 分）

27,083千件
（27,025千件）

26,852千件
（26,793千件）

自 動 車 の 登 録
（う ち 有 料 分）

17,895千件
（16,922千件）

18,589千件
（17,644千件）

なお、この特別会計について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「一般乗用旅客自動車乗車

券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討

して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの」（608ページ参照）及び「自動車保有関係手続のワン

ストップサービスの利用が低調となっているため、サービスの運用方法等の改善を図るよう意見を表示

したもの」（635ページ参照）を掲記した。
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第 2 国税収納金整理資金の受払

国税収納金整理資金は、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払事務の円滑化を

図ることを目的として、国税収納金整理資金に関する法律（昭和 29年法律第 36号）に基づいて、昭和 29

年度に設置されたものである。この資金に国税収納金等を受け入れ、過誤納金の還付金等はこの資金か

ら支払い、その差引額を国税収入その他の収入として国の歳入に組み入れることとしており、その受払

の計算書を一般会計歳入歳出決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととなっている。

平成 19年度国税収納金整理資金受払計算書についてみると、受入れ、支払は次のとおりである。

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（受 入）

徴 収 決 定 済 額 63,880,865,882 64,839,188,717
収 納 済 額 62,703,710,667 63,667,081,795
不 納 欠 損 額 176,289,569 166,862,063
収 納 未 済 額 1,000,865,645 1,005,244,858

（支 払）

支 払 決 定 済 額 10,189,358,257 9,663,539,449
歳 入 組 入 額 51,779,325,802 53,197,883,844

上記の歳入組入額の主なものは次のとおりである。

千円
一 般 会 計 各 税 組 入 金 50,141,481,593
交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配
付金勘定）各税組入金

713,434,035

国 債 整 理 基 金 特 別 会 計 組 入 金 214,224,155
道 路 整 備 特 別 会 計 組 入 金 709,900,000

なお、不納欠損額及び収納未済額の主なものは次のとおりである。

（不納欠損額）

千円 千円
消費税及地方消費税受入金 40,910,383（徴収決定済額 17,433,981,106）
源 泉 所 得 税 受 入 金 36,024,967（ 同 15,206,311,408）
法 人 税 受 入 金 35,177,503（ 同 15,788,544,893）
申 告 所 得 税 受 入 金 33,765,832（ 同 3,410,904,529）
相 続 税 受 入 金 24,197,862（ 同 1,625,891,235）
消 費 税 受 入 金 5,353,431（ 同 8,241,349）

（収納未済額）

千円 千円
消費税及地方消費税受入金 438,774,073（徴収決定済額 17,433,981,106）
揮発油税及地方道路税受入
金

238,428,793（ 同 3,360,668,094）

前記の収納未済額のほか、既往年度分の収納未済額が 1兆 6620億 9804万余円ある。
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第 3 法律により設置されているその他の資金の受払

国税収納金整理資金のほか、法律により特に設置されている資金で、その増減及び現在額についての計

算書を内閣が歳入歳出決算を国会に提出する場合に添付しなければならないこととなっているものは、決

算調整資金及び貨幣回収準備資金の 2資金である。

1 決算調整資金

この資金は、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとな

る場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図る

ことを目的として、決算調整資金に関する法律（昭和 53年法律第 4号）に基づいて昭和 52年度に設置され

たものである。

平成 19年度決算調整資金の増減及び現在額計算書についてみると、資金の増減及び現在額は次のと

おりである。

区 分 金 額
千円

19年 7月末資金現在額 ―

19年 8月 1日から20年 7月31日までの資金増 ―

19年 8月 1日から20年 7月31日までの資金減 ―

20年 7月末資金現在額 ―

2 貨幣回収準備資金

この資金は、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図り、もって貨幣に対する信頼

の維持に資することを目的として、貨幣回収準備資金に関する法律（平成 14年法律第 42号）に基づいて平

成 15年度に設置されたものである。

平成 19年度貨幣回収準備資金の増減及び現在額計算書についてみると、資金は国庫金と回収貨幣及

地金に区分されており、その増減及び現在額は次のとおりである。

区 分 事 項 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

国 庫 金 年度首在高 498,495,580 518,954,268
（受入れ）

貨幣発行高 217,800,000 242,080,000
運用益 3,021,683 1,881,080
地金売払代 2,932,921 2,461,014

計 223,754,605 246,422,095
（払出し）

貨幣回収高 174,141,040 245,770,253
一般会計へ繰入れ（貨幣製造費分） 16,020,716 21,110,530
一般会計へ繰入れ（年度末繰入分） 22,801,485 ―

計 212,963,242 266,880,783
差引現在額 509,286,943 498,495,580

回収貨幣及地金 年度首在高 177,671,396 169,247,698
（受入れ）

回収貨幣 12,995,576 12,332,401
計 12,995,576 12,332,401

（払出し）
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区 分 事 項 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

貨幣材料 3,757,947 2,927,031
地金売払 1,185,913 920,602
その他 105,229 61,069

計 5,049,090 3,908,703
差引現在額 185,617,882 177,671,396
資金合計 694,904,826 676,166,976

なお、上記の一般会計へ繰入れ（年度末繰入分）22,801,485千円は、貨幣回収準備資金に関する法律第

12条の規定に基づいて、18年度の一般会計の歳入に繰り入れられたものである。

第 4 債権及び債務

1 債 権

平成 19年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。

区 分 19年度末現在額 18年度末現在額 差引き増�減
千円 千円 千円

歳 入 9,484,620,106 9,627,020,121 � 142,400,015
歳 入 外 185,112 174,619 10,492
積 立 金 112,754,442,012 96,638,811,775 16,115,630,237
資 金 184,430,134,538 210,524,905,747 � 26,094,771,209

計 306,669,381,770 316,790,912,264 � 10,121,530,494

19年度末現在額を前年度末現在額に比べると、10兆 1215億 3049万余円減少している。

増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。

区 分 会 計 項 増加額�減少額
千円

歳 入 国営土地改良事業特別会計 土地改良事業費負担金収
入

� 103,008,132

積立金 年 金 特 別 会 計

国 民 年 金 勘 定 運 用 寄 託 金 債 権 1,829,751,610
厚 生 年 金 勘 定 運 用 寄 託 金 債 権 14,285,878,626

資 金 一 般 会 計 各 税 受 入 金 債 権 � 1,192,642,146
財 政 融 資 資 金 特 別 会 計 政府関係機関貸付金債権 � 41,769,074,247

地方公共団体貸付金債権 � 4,275,096,490
特別法人貸付金債権 20,962,725,738

外 国 為 替 資 金 特 別 会 計 仮 払 金 債 権 179,209,973

なお、財政融資資金特別会計の政府関係機関貸付金債権の減少額及び特別法人貸付金債権の増加額の

中には、住宅金融公庫が 19年 4月 1日に解散して新たに独立行政法人住宅金融支援機構が設立された

ことに伴うものが、それぞれ 39兆 0343億 8500万円含まれている。

2 債 務

平成 19年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年

度末現在額の合計は、次のとおりである。

種 別 19年度末現在額 18年度末現在額 差引き増�減
千円 千円 千円

予算総則で債務負担の限度
額が定められているものに
係る債務負担額

18,759,365 75,470,844 � 56,711,478

歳出予算の繰越債務負担額 1,892,145,519 2,112,437,831 � 220,292,312
財政法第 14条の 2第 1項
の規定に基づく継続費によ
る債務負担額

322,394,887 323,543,379 � 1,148,492
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種 別 19年度末現在額 18年度末現在額 差引き増�減
千円 千円 千円

財政法第 15条第 1項の規
定に基づく国庫債務負担行
為

6,613,779,000 6,053,276,614 560,502,386

法律、条約等で債務の権能
額が定められているものに
係る債務負担額（公債及び
借入金に係るものを除く。）

134,825,000 182,125,000 � 47,300,000

公 債 684,395,697,135 674,202,984,839 10,192,712,295
内 国 債 684,395,644,820 674,202,936,642 10,192,708,178
外 国 債 52,314 48,197 4,117
借 入 金 57,158,949,550 59,305,537,811 � 2,146,588,261
政 府 短 期 証 券 104,652,790,000 100,974,140,000 3,678,650,000
他会計への繰入未済金 51,542,021 60,804,987 � 9,262,966
予算総則で保証及び損失補
償の限度額が定められてい
るものに係る保証及び損失
補償の債務負担額

48,899,444,028 51,134,705,234 � 2,235,261,205

計 904,140,326,508 894,425,026,542 9,715,299,965
（備考） 外国債は明治 32年から昭和 38年の間に発行された英貨債及び仏貨債で、既償還未払額があ

り、起債地の法令等に時効の規定がないなどのため、国の債務として残っている。

債務の 19年度末現在額を前年度末現在額に比べると、増加したものは、公債、政府短期証券及び財

政法第 15条第 1項の規定に基づく国庫債務負担行為である。また、減少したものは、予算総則で保証

及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額、借入金、歳出予算

の繰越債務負担額等である。

公債について 19年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は 136兆 9391億

6601万余円、減少した額は 126兆 7464億 5372万余円で、差引き 10兆 1927億 1229万余円増加してい

る。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差

引き 15兆 6399億 8577万余円増加している。

年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。

増 加 し た も の 減 少 し た も の
千円 千円

借換発行したもの 94,384,864,210 借換発行したものを償
還したもの

78,264,855,180

公債の発行の特例に関
する特別の法律により
発行したもの

19,327,587,250 公債の発行の特例に関
する特別の法律により
発行したものを償還し
たもの

16,993,989,350

特別会計に関する法律
附則第76条第 1項の規
定により発行したもの

16,752,711,500 財政融資資金特別会計
法第11条第 1項の規定
により発行したものを
償還したもの

15,913,916,050

財政法第 4条第 1項た
だし書の規定により発
行したもの

6,039,280,550 財政法第 4条第 1項た
だし書の規定により発
行したものを償還した
もの

14,798,447,400

また、借入金について 19年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は 54兆

3910億 8600万余円、減少した額は 56兆 5376億 7427万余円で、差引き 2兆 1465億 8826万余円減少

している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ 21兆 8704億 9900万円であり、

減少した主なものは、民間金融機関への償還 22兆 6626億 0921万余円である。なお、年度中に増加し

た額及び減少した額の中には、地方交付税法等の一部を改正する法律（平成 19年法律第 24号）附則第 4条

の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定）から一般会計に帰属する

こととなった財政融資資金からの借入金が、それぞれ 18兆 6647億 5857万余円含まれている。

また、19年 4月の外国貨幣換算率の変更
（注）
等に伴い債務が増加したのは 1565億 4573万余円、減少し

たのは 7億 9175万余円である。
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（注） 主な外国貨幣の換算率の変更

米 貨 1ドル 111円→116円
英 貨 1ポンド 199円→216円
欧州連合貨 1ユーロ 136円→147円
ス イ ス 貨 1スイス・フラン 88円→ 94円

第 5 国庫金、国有財産及び物品

1 国 庫 金

平成 20年 3月末における日本銀行政府預金勘定残高は、次のとおりである。

種 別 20年 3月末現在 19年 3月末現在 差引き増�減
千円 千円 千円

当 座 預 金 150,000,455 149,999,243 1,211
別 口 預 金 301,359,627 259,290,294 42,069,333
指 定 預 金 3,057,148,628 5,124,441,558 � 2,067,292,929
小額紙幣引換準備預金 493 493 ―

計 3,508,509,205 5,533,731,590 � 2,025,222,384

一時的な資金不足を補うため、政府短期証券を発行した額は累計で 402兆 7502億円であり、また、一

時借入金をした額は累計で 651兆 7647億 2400万円（財政融資資金等からの借入金）、国庫余裕金を繰り替

え使用した額は累計で 31兆 6219億円である。

2 国 有 財 産

平成 19年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次のとおりであ

る。

区 分 19年度末現在額 18年度末現在額 差引き増�減
千円 千円 千円

土 地 19,284,841,737 19,332,934,139 � 48,092,402
立 木 竹 6,742,757,084 6,692,464,652 50,292,432
建 物 4,546,188,962 4,410,819,574 135,369,387
工 作 物 6,330,656,225 6,129,123,949 201,532,275
機 械 器 具 54,438 56,249 � 1,811
船 舶 1,827,503,639 1,630,226,402 197,277,237
航 空 機 1,932,101,275 1,754,650,527 177,450,748
地 上 権 等 974,008 973,612 395
特 許 権 等 2,935,852 2,897,284 38,567
政 府 出 資 等 64,483,957,915 66,781,412,402 � 2,297,454,487
不動産の信託の受益権 15,703,985 21,257,425 � 5,553,440

計 105,167,675,124 106,756,816,222 � 1,589,141,097

内 訳

�

�
�
�
�
�
�
�
�

行 政 財 産 34,119,355,573 33,401,614,828 717,740,745
公 用 財 産 24,183,154,916 23,550,007,697 633,147,218
公 共 用 財 産 708,350,204 689,795,486 18,554,717
皇 室 用 財 産 482,270,492 480,033,409 2,237,082
企 業 用 財 産 8,745,579,960 8,681,778,234 63,801,726

普 通 財 産 71,048,319,551 73,355,201,393 � 2,306,881,842

19年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は 65兆 0658億 6439万余円、減

少した額は 66兆 6550億 0549万余円で、差引き 1兆 5891億 4109万余円減少している。なお、年度中

に増加した額及び減少した額の中には、特別会計に関する法律（平成 19年法律第 23号）の規定に基づく特

別会計の統廃合等に伴い、国有財産の所属替等が行われたことによるものが、それぞれ 39兆 8640億

6980万余円含まれている。

そのほか年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
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増 加 し た も の 減 少 し た も の

区 分 事 由 金 額 区 分 事 由 金 額

千円 千円
政府出資等 出 資 8,694,626,203 政府出資等 出 資 10,474,919,213
船 舶 新 造 158,697,651 政府出資等 出資金回収 471,465,944
工 作 物 新 設 142,406,513 政府出資等 資本金減少 207,176,858
建 物 新 築 114,345,769 土 地 売 払 189,111,472
航 空 機 新 造 90,450,842 政府出資等 売 払 108,321,710

政府出資等の出資については、日本郵政公社が解散したことにより減少した額が 10兆 1325億 1064

万余円、日本郵政株式会社に出資が行われたことにより増加した額が 7兆 7038億 5609万余円含まれて

いる。

また、平成 19年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次のと

おりである。

区 分 19年度末現在額 18年度末現在額 差引き増�減
千円 千円 千円

土 地 1,079,940,057 1,077,927,698 2,012,359
立 木 竹 755,209 754,220 988
建 物 1,222,427 1,272,458 � 50,031
工 作 物 4,017,187 4,153,955 � 136,768
機 械 器 具 1,622 1,622 ―

計 1,085,936,504 1,084,109,955 1,826,548

3 物 品

平成 19年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次のとおりである。

品 目 別 19年度末現在額 18年度末現在額 差引き増�減
千円 千円 千円

電 気 機 器 70,403,881 67,856,934 2,546,947
通 信 機 器 611,713,266 608,502,665 3,210,601
工 作 機 器 1,774,515 1,778,966 � 4,451
木 工 機 器 3,581,431 3,609,540 � 28,109
土 木 機 器 117,811,823 119,652,872 � 1,841,048
試 験 及 び 測 定 機 器 364,209,130 329,297,150 34,911,980
荷 役 運 搬 機 器 3,549,413 3,679,390 � 129,977
産 業 機 器 29,884,991 30,274,083 � 389,091
船 舶 用 機 器 8,687,130 6,312,383 2,374,747
車 両 及 び 軌 条 651,858,432 639,362,433 12,495,998
医 療 機 器 153,637,413 159,923,278 � 6,285,865
特 殊 用 途 機 器 78,919,388 76,918,065 2,001,322
雑 機 器 299,704,312 284,184,834 15,519,478
防 衛 用 武 器 3,224,237,130 3,240,322,037 � 16,084,906
防 衛 用 施 設 機 器 162,270,975 160,989,575 1,281,399
防 衛 用 電 気 通 信 機 器 2,668,697,932 2,575,997,767 92,700,165
防 衛 用 航 空 機 用 機 器 1,019,689,179 1,004,966,850 14,722,328
防 衛 用 船 舶 用 機 器 151,514,162 119,236,794 32,277,368
防 衛 用 衛 生 器 材 37,646,161 33,617,532 4,028,628
防 衛 用 一 般 機 器 1,222,139,421 1,165,632,815 56,506,605

計 10,881,930,093 10,632,115,974 249,814,119

19年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は 4兆 7098億 0259万余円、減

少した額は 4兆 4599億 8847万余円で、差引き 2498億 1411万余円増加している。なお、年度中に増加

した額及び減少した額の中には、特別会計に関する法律の規定に基づく特別会計の統廃合に伴い、物品

の管理換が行われたことによるものが、それぞれ 1414億 8396万余円含まれている。
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第 6 財政融資資金等の長期運用

平成 19年度の財政融資資金等の長期運用予定額に係る運用実績報告書における長期運用予定現額及び

本年度運用済額は、次のとおりである。

長期運用予定現額 本年度運用済額
千円 千円

財 政 融 資 資 金 11,625,795,888 7,683,487,932
国 （ 特 別 会 計 ） 208,828,391 139,303,809
政 府 関 係 機 関 4,218,700,000 3,446,600,000
独 立 行 政 法 人 等 1,859,000,000 1,424,934,182
地 方 公 共 団 体 5,339,267,497 2,672,649,941

（注 1）
郵 便 貯 金 資 産

地 方 公 共 団 体 83,938,000 83,938,000
（注 2）

簡 易 生 命 保 険 資 産

地 方 公 共 団 体 200,382,100 195,819,500
（注 1） 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の郵便貯金資産であり、平成 19年 9月末までの旧

日本郵政公社の郵便貯金資金を含む。

（注 2） 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の簡易生命保険資産であり、平成 19年 9月末まで
の旧日本郵政公社の簡易生命保険資金を含む。

長期運用予定現額と本年度運用済額との差額の内訳は、財政融資資金では翌年度繰越額 2兆 2125億

7431万余円及び運用残額 1兆 7297億 3364万余円であり、簡易生命保険資産では運用残額 45億 6260万

円である。

第 7 政府関係機関及びその他の団体

1 概 況

会計検査院は、国の会計のほか、会計検査院法その他の法律の規定によって政府関係機関等の会計を

検査している。

平成 20年次の検査（19年 10月～20年 9月）において検査の対象としたのは次の会計である。

� 国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人の会計 225

� 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 1

� 国が資本金の一部を出資しているものの会計のうち 5

� 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のうち 51

� 国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計のうち

5,058

� 国若しくは�に該当する法人（以下「国等」という。）の工事その他の役務の請負人若しくは事務若し

くは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計のうち 318

このうち、�から�までの明細は次のとおりである。
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区 分 団 体 名

�国が資本金
の 2分の 1以
上を出資して
いるもの

225

（ 1） 政府関係機関 7

国民生活金融公庫 農林漁業金融公庫 中小企業金融公庫 公営企業金融公庫

沖縄振興開発金融
公庫

日本政策投資銀行 国 際 協 力 銀 行

（ 2） 事業団等 33

日本私立学校振
興・共済事業団

日 本 銀 行 日本中央競馬会 商工組合中央金庫

総合研究開発機構
（注 1）

関西国際空港株式
会社

日本たばこ産業株
式会社

預 金 保 険 機 構

日 本 郵 政 公 社
（注 2）

東京地下鉄株式会
社

日本環境安全事業
株式会社

成田国際空港株式
会社

東日本高速道路株
式会社

中日本高速道路株
式会社

西日本高速道路株
式会社

本州四国連絡高速
道路株式会社

日本郵政株式会社
（注 2）

日本アルコール産
業株式会社

（注 3）
日本司法支援セン
ター

以上のほか、清算中のものなどが 14団体ある。

（ 3） 独立行政法人
（注 4）

94

国 立 公 文 書 館 情報通信研究機構 酒類総合研究所 国立特別支援教育
総合研究所

（注 5）

大学入試センター 国立青少年教育振
興機構

国立女性教育会館 国立科学博物館

物質・材料研究機
構

防災科学技術研究
所

放射線医学総合研
究所

国 立 美 術 館

国立文化財機構
（注 6）

労働安全衛生総合
研究所

農林水産消費安全
技術センター

（注 7）
種苗管理センター

家畜改良センター 水 産 大 学 校 農業・食品産業技
術総合研究機構

農業生物資源研究
所

農業環境技術研究
所

国際農林水産業研
究センター

（注 8）
森林総合研究所

（注 8、 9）
水産総合研究セン
ター

日 本 貿 易 保 険 産業技術総合研究
所

製品評価技術基盤
機構

土 木 研 究 所

建 築 研 究 所 交通安全環境研究
所

海上技術安全研究
所

港湾空港技術研究
所

電子航法研究所 航 海 訓 練 所 海 技 教 育 機 構 航 空 大 学 校

国立環境研究所 教員研修センター 駐留軍等労働者労
務管理機構

自 動 車 検 査

造 幣 局 国 立 印 刷 局 国民生活センター 通関情報処理セン
ター

日本万国博覧会記
念機構

農畜産業振興機構 農林漁業信用基金 緑 資 源 機 構
（注 8）
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区 分 団 体 名

北方領土問題対策
協会

平和祈念事業特別
基金

国 際 協 力 機 構 国 際 交 流 基 金

新エネルギー・産
業技術総合開発機
構

科学技術振興機構 日本学術振興会 理 化 学 研 究 所

宇宙航空研究開発
機構

日本スポーツ振興
センター

日本芸術文化振興
会

高齢・障害者雇用
支援機構

福 祉 医 療 機 構 国立重度知的障害
者総合施設のぞみ
の園

労働政策研究・研
修機構

日本貿易振興機構

鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

国際観光振興機構 水 資 源 機 構 自動車事故対策機
構

空港周辺整備機構 海上災害防止セン
ター

情報処理推進機構 石油天然ガス・金
属鉱物資源機構

雇用・能力開発機
構

労働者健康福祉機
構

国 立 病 院 機 構 医薬品医療機器総
合機構

環境再生保全機構 日本学生支援機構 海洋研究開発機構 国立高等専門学校
機構

大学評価・学位授
与機構

国立大学財務・経
営センター

メディア教育開発
センター

中小企業基盤整備
機構

都 市 再 生 機 構 奄美群島振興開発
基金

国立国語研究所 医薬基盤研究所

日本高速道路保
有・債務返済機構

日本原子力研究開
発機構

年金・健康保険福
祉施設整理機構

年金積立金管理運
用

住宅金融支援機構
（注10）

郵便貯金・簡易生
命保険管理機構

（注 2）

（ 4） 国立大学法人等
（注 4）

91

北 海 道 大 学 北海道教育大学 室 蘭 工 業 大 学 小 樽 商 科 大 学

帯 広 畜 産 大 学 旭 川 医 科 大 学 北 見 工 業 大 学 弘 前 大 学

岩 手 大 学 東 北 大 学 宮 城 教 育 大 学 秋 田 大 学

山 形 大 学 福 島 大 学 茨 城 大 学 筑 波 大 学

宇 都 宮 大 学 群 馬 大 学 埼 玉 大 学 千 葉 大 学

東 京 大 学 東京医科歯科大学 東京外国語大学 東 京 学 芸 大 学

東 京 農 工 大 学 東 京 芸 術 大 学 東 京 工 業 大 学 東 京 海 洋 大 学

お茶の水女子大学 電 気 通 信 大 学 一 橋 大 学 横 浜 国 立 大 学

新 潟 大 学 長岡技術科学大学 上 越 教 育 大 学 金 沢 大 学

福 井 大 学 山 梨 大 学 信 州 大 学 岐 阜 大 学

静 岡 大 学 浜 松 医 科 大 学 名 古 屋 大 学 愛 知 教 育 大 学

名古屋工業大学 豊橋技術科学大学 三 重 大 学 滋 賀 大 学
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区 分 団 体 名

滋 賀 医 科 大 学 京 都 大 学 京 都 教 育 大 学 京都工芸繊維大学

大 阪 大 学
（注11）

大阪外国語大学
（注11）

大 阪 教 育 大 学 兵 庫 教 育 大 学

神 戸 大 学 奈 良 教 育 大 学 奈 良 女 子 大 学 和 歌 山 大 学

鳥 取 大 学 島 根 大 学 岡 山 大 学 広 島 大 学

山 口 大 学 徳 島 大 学 鳴 門 教 育 大 学 香 川 大 学

愛 媛 大 学 高 知 大 学 福 岡 教 育 大 学 九 州 大 学

九 州 工 業 大 学 佐 賀 大 学 長 崎 大 学 熊 本 大 学

大 分 大 学 宮 崎 大 学 鹿 児 島 大 学 鹿 屋 体 育 大 学

琉 球 大 学 総合研究大学院大
学

政策研究大学院大
学

北陸先端科学技術
大学院大学

奈良先端科学技術
大学院大学

筑 波 技 術 大 学 富 山 大 学 大学共同利用機関
法人人間文化研究
機構

大学共同利用機関
法人自然科学研究
機構

大学共同利用機関
法人高エネルギー
加速器研究機構

大学共同利用機関
法人情報・システ
ム研究機構

�法律により
特に会計検査
院の検査に付
するものと定
められたもの

1

日 本 放 送 協 会

�国が資本金
の一部を出資
しているもの
のうち 5

中部国際空港株式
会社

日本電信電話株式
会社

首都高速道路株式
会社

阪神高速道路株式
会社

沖縄科学技術研究
基盤整備機構

�国が資本金
を出資したも
のが更に出資
しているもの
のうち 51

北海道旅客鉄道株
式会社

四国旅客鉄道株式
会社

九州旅客鉄道株式
会社

日本貨物鉄道株式
会社

東京湾横断道路株
式会社

関西国際空港用地
造成株式会社

エヌ・ティ・ティ
・コミュニケー
ションズ株式会社

東日本電信電話株
式会社

西日本電信電話株
式会社

株式会社産業再生
（注12）

機構
郵便事業株式会社

（注 2）
郵便局株式会社

（注 2）

株式会社ゆうちょ
銀行

（注 2）
株式会社かんぽ生
命保険

（注 2）
関西国際空港施設
エンジニア株式会
社

株式会社整理回収
機構

以上のほか、検査対象年度を限定して検査することに決定したものが 35団体あ
る。
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（注 1）「総合研究開発機構」は、平成 19年 11月 29日に解散して、同機構の権利及び義務は、同日に設立された

「財団法人総合研究開発機構」に承継された。

（注 2）「日本郵政公社」は、平成 19年 10月 1日に解散して、同公社の権利及び義務は、18年 1月 23日に設立され

た「日本郵政株式会社」、18年 9月 1日に設立された「株式会社ゆうちょ銀行」及び「株式会社かんぽ生命保険」

並びに 19年 10月 1日に設立された「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」、「郵便事業株式会社」

及び「郵便局株式会社」に承継された。

（注 3）「日本アルコール産業株式会社」は、従来国が資本金の 2分の 1以上を出資している団体であったが、平成

20年 3月 31日に、国が保有する株式を売却したことにより、国が資本金の一部を出資している団体となっ

た。

（注 4） 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立大学法人」は、記載を省略した。

（注 5）「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」は、平成 19年 4月 1日に「独立行政法人国立特殊教育総合研

究所」から移行した。

（注 6）「独立行政法人国立文化財機構」は、平成 19年 4月 1日に「独立行政法人国立博物館」から移行して、同日に

解散した「独立行政法人文化財研究所」の権利及び義務を承継した。

（注 7）「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」は、平成 19年 4月 1日に「独立行政法人農林水産消費技術

センター」から移行して、いずれも同日に解散した「独立行政法人肥飼料検査所」及び「独立行政法人農薬検査

所」の権利及び義務を承継した。

（注 8）「独立行政法人緑資源機構」は、平成 20年 4月 1日に解散して、同機構の権利及び義務は、「独立行政法人

森林総合研究所」及び「独立行政法人国際農林水産業研究センター」に承継された。

（注 9）「独立行政法人森林総合研究所」は、平成 19年 4月 1日に解散した「独立行政法人林木育種センター」の権利

及び義務を承継した。

（注10）「独立行政法人住宅金融支援機構」は、平成 19年 4月 1日に設立されて、同日に解散した「住宅金融公庫」の

権利及び義務を承継した。

（注11）「国立大学法人大阪外国語大学」は、平成 19年 10月 1日に解散して、その権利及び義務は「国立大学法人大

阪大学」に承継された。

（注12）「株式会社産業再生機構」は、平成 19年 3月 15日に解散して清算会社に移行したが、同年 6月 5日に清算

を結了した。
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2 国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人の決算

［ 1］ 政府関係機関の収入支出決算

政府関係機関は、国が資本金の全額を出資している公法上の法人のうち、その予算の国会の議決に関

して国の予算の議決の例によることとされ、また、決算を国の歳入歳出の決算とともに内閣が国会に提

出しなければならないこととされている法人である。平成 19年度末における政府関係機関は 7機関で

あって、その収入支出決算等についてみると、次のとおりである。

（ 1） 国民生活金融公庫

この公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生

関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融通

を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆

衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は

19年度末現在で 3811億 8600万円となっている。

同公庫の 19年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 171,680,709 168,799,511
（支 出）

支 出 予 算 現 額 146,266,267 136,630,740
支 出 済 額 127,620,463 124,179,576
不 用 額 18,645,803 12,451,163

不用額の主なものは、支払利息（支出予算現額 691億 3544万余円）の 118億 8288万余円、業務諸費

（同 178億 6124万余円）の 19億 8237万余円及び業務委託費（同 43億 9253万余円）の 12億 7281万余円

である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

206,266,916
（164,971,543）

197,988,966
（162,361,665）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

205,969,504
（46,022,933）

198,045,513
（38,212,977）

特 別 利 益 ― 356,826
特 別 損 失 297,411 300,279

� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（財 政 融 資 資 金 等）

6,050,412,500 6,454,060,000

国民生活債券発行残高 1,500,000,000 1,570,000,000

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

貸 付 け 件 数 492,059件 511,348件
金 額 2,215,766,047千円 2,168,725,193千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 2,698,679,011千円
（37,264,006千円）

2,809,994,688千円
（38,898,480千円）

年 度 末 貸 付 金 残 高 件 数 2,782,915件 2,858,850件
金 額 7,860,594,658千円 8,343,507,622千円
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区 分 19 年 度 （18 年 度）

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に公庫において
開示している債権

破 綻 先 債 権 171,461,287千円 183,989,726千円
延 滞 債 権 350,201,546千円 344,873,596千円
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 317,446千円 57,613千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 279,829,420千円 286,418,208千円

計 801,809,700千円 815,339,145千円
�
�

�
�
�
�
�

貸 倒 引 当 金 35,445,475千円 34,384,461千円�
�

�
�
�
�
�

（注）
（貸 倒 引 当 金 計 上 率） （4.5/1000） （4.1／1000）
（注） 貸倒引当金に計上できる金額は、当該事業年度末における貸付金残高（貸付受入金残高を控

除）に 6 ／1000を乗じて得た金額の範囲内とされている。

なお、この公庫について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「統合して株式会社日本政策金

融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営に当たり、空室の情報を共有するなどして所有住宅の

有効活用を図ることにより、借上住宅の賃借に係る費用を節減する措置を講ずるよう適宜の処置を要求

し及び是正改善の処置を求めたもの」（742ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに

国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人にお

ける談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 2） 農林漁業金融公庫

この公庫は、農林漁業者等に対し、農林漁業の生産力の維持増進又は食料の安定供給の確保に必要な

長期かつ低利の資金で、農林中央金庫その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通す

ることを目的として設置されているものである。その資本金は 19年度末現在で 3169億 6700万円と

なっている。

同公庫の 19年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 100,217,561 108,236,337
（支 出）

支 出 予 算 現 額 93,359,243 101,755,555
支 出 済 額 88,200,497 95,735,210
不 用 額 5,158,745 6,020,344

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

115,910,601
（60,995,611）

120,453,887
（65,654,397）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

115,883,928
（60,773,096）

120,506,688
（69,662,656）

特 別 利 益 4 85,162
特 別 損 失 26,677 32,362

� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（財 政 融 資 資 金 等）

2,345,046,187 2,442,139,491

農林漁業金融公庫債券発
行残高

130,000,000 139,000,000
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� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

貸 付 け 件 数 10,449件 8,980件
金 額 234,479,131千円 212,281,500千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 繰 上 償 還）
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 353,754,622千円
（94,714,884千円）
（12,239,784千円）

375,730,490千円
（114,092,259千円）
（8,457,486千円）

年 度 末 貸 付 金 残 高 件 数 220,844件 235,461件
金 額 2,823,225,548千円 2,942,501,039千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に公庫において
開示している債権

破 綻 先 債 権 1,726,810千円 1,848,924千円
延 滞 債 権 130,721,699千円 79,638,158千円
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 5,251,004千円 4,151,364千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 33,677,707千円 87,748,498千円

計 171,377,222千円 173,386,945千円
�
�

�
�
�
�
�

貸 倒 引 当 金 16,684,707千円 17,236,130千円�
�

�
�
�
�
�

（注）
（貸 倒 引 当 金 計 上 率） （5.9/1000） （5.9／1000）
（注） 貸倒引当金に計上できる金額は、当該事業年度末における貸付金残高（貸付受入金残高を控

除）に 6 ／1000を乗じて得た金額の範囲内とされている。

なお、この公庫について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「統合して株式会社日本政策金

融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営に当たり、空室の情報を共有するなどして所有住宅の

有効活用を図ることにより、借上住宅の賃借に係る費用を節減する措置を講ずるよう適宜の処置を要求

し及び是正改善の処置を求めたもの」（742ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに

国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人にお

ける談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 3） 中小企業金融公庫

この公庫は、中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金であって、一般の金融機関が供給するこ

とを困難とするものを供給すること、又は一般の金融機関による供給を支援するための貸付債権の譲受

け、債務の保証等を行うこと並びに中小企業者に対する貸付けに係る債務の保証等についての保険及び

信用保証協会に対する資金の貸付けを行うことを目的として設置されているものである。その資本金は

19年度末現在で 1兆 5263億 6409万余円となっている。

同公庫の会計は、融資、証券化支援買取業務、証券化支援保証業務、信用保険等業務、機械保険経過

業務及び破綻金融機関等関連特別保険等特別の 6勘定に区分して経理されている。

同公庫の 19年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 492,280,722 513,210,163
（支 出）

支 出 予 算 現 額 712,827,423 789,004,332
支 出 済 額 682,435,727 626,350,855
不 用 額 30,391,695 162,653,476

不用額の主なものは、中小企業信用保険保険金（支出予算現額 5973億 8470万余円）の 168億 2518万

余円、債券発行諸費（同 57億 2636万余円）の 47億 8123万余円及び機械保険経過業務保険金（同 45億

2827万余円）の 27億 5179万余円である。
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� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

a 融 資 勘 定

経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

166,814,024
（111,277,740）

168,299,081
（116,123,836）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

166,794,471
（21,432,425）

168,220,720
（17,054,832）

特 別 利 益 ― 30,149
特 別 損 失 19,552 108,510

b 証券化支援買取業務勘定

経 常 収 益
（う ち 雑 収 入）

915,167
（318,084）

537,742
（329,242）

経 常 費 用
（うち債券発行諸費）

568,327
（249,562）

474,286
（176,732）

当 期 利 益 金 346,807 63,455
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として整
理

173,403 31,727

翌年度に国庫へ納付 173,403 31,727

c 証券化支援保証業務勘定

経 常 収 益
（う ち 保 証 料）

2,101,045
（475,437）

1,131,660
（573,107）

経 常 費 用
（う ち 事 務 費）

3,206,346
（154,875）

1,670,983
（127,132）

当 期 損 失 金 1,105,333 539,323
（損 失 金 の 処 理）

翌年度に繰越欠損金とし
て整理

1,105,333 539,323

d 信用保険等業務勘定

経 常 収 益
（う ち 保 険 料）

429,096,139
（165,432,924）

447,642,496
（162,280,818）

経 常 費 用
（う ち 保 険 金）

706,388,592
（580,559,516）

623,023,457
（518,390,599）

特 別 利 益 17,973 ―

特 別 損 失 1,209 1,956
当 期 損 失 金 277,275,689 175,382,916

（損 失 金 の 処 理）

翌年度に準備基金を減額
して整理

277,275,689 175,382,916

�
�
うち融資基金からの組
み入れ

�
�

（12,650,882） （―）

e 機械保険経過業務勘定

経 常 収 益
（う ち 保 険 料）

6,391,008
（6,943）

11,687,772
（14,437）

経 常 費 用
（う ち 保 険 金）

4,950,376
（1,776,482）

9,705,506
（4,009,544）

特 別 利 益 5,738 ―

特 別 損 失 214 480
当 期 利 益 金 1,446,155 1,981,785

（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として整
理

1,446,155 1,981,785

f 破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

経 常 収 益
（う ち 保 険 料）

512,346
（1,042）

315,247
（3,684）

経 常 費 用
（う ち 保 険 金）

340,860
（170,635）

286,333
（100,397）

特 別 損 失 3 ―

当 期 利 益 金 171,483 28,914
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として整
理

85,741 14,457

翌年度に国庫へ納付 85,741 14,457
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� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

a 融 資 勘 定

借 入 金 残 高
（財 政 融 資 資 金 等）

2,560,867,000 2,675,970,000

中小企業債券発行残高 2,820,729,000 3,355,229,000

b 証券化支援買取業務勘定

中小企業債券発行残高 3,200,000 1,900,000

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

a 融 資 勘 定

貸 付 け 等 件 数 20,465件 21,641件
金 額 953,739,875千円 1,028,923,733千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 1,595,128,617千円
（63,024,396千円）

1,631,674,723千円
（64,260,030千円）

年度末貸付金等残高 件 数 185,436件 191,561件
金 額 5,814,260,579千円 6,455,649,322千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に公庫において
開示している債権

破 綻 先 債 権 111,474,994千円 119,520,503千円
延 滞 債 権 518,973,988千円 589,509,791千円
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 227,291,799千円 263,876,130千円
計 857,740,782千円 972,906,425千円

�
�

�
�
�
�
�

貸 倒 引 当 金 16,802,853千円 11,770,361千円�
�

�
�
�
�
�

（注）
（貸 倒 引 当 金 計 上 率） （2.9/1000） （1.8／1000）
（注） 貸倒引当金に計上できる金額は、当該事業年度末における貸付金残高（貸付受入金残高を控

除）に 6 ／1000を乗じて得た金額の範囲内とされている。

b 証券化支援買取業務勘定

貸 付 債 権 元 本 件 数 1,714件 1,579件
金 額 41,846,000千円 38,793,000千円

c 証券化支援保証業務勘定

債 務 保 証 件 数 96件 241件
金 額 2,202,200千円 7,861,000千円

d 信用保険等業務勘定

� 中小企業信用保険事業

保 険 関 係 成 立 件 数 1,099,745件 1,181,927件
保 険 価 額 12,865,421,078千円 13,443,971,604千円

保 険 金 支 払 件 数 83,876件 78,623件
金 額 580,559,516千円 518,390,599千円

支払保険金等回収 金 額 165,758,740千円 183,944,710千円
	 融 資 事 業

貸 付 け 件 数 297件 283件
金 額 462,175,000千円 462,956,000千円

貸 付 金 回 収 金 額 462,956,000千円 476,392,000千円
年度末貸付金残高 件 数 297件 283件

金 額 462,175,000千円 462,956,000千円
e 機械保険経過業務勘定

保 険 金 支 払 件 数 1,731件 3,392件
金 額 1,776,482千円 4,009,544千円

支 払 保 険 金 等 回 収 金 額 1,656,372千円 2,503,225千円
f 破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

保 険 関 係 成 立 件 数 2件 ―

保 険 価 額 50,000千円 ―

保 険 金 支 払 件 数 5件 4件
金 額 170,635千円 100,397千円

支 払 保 険 金 回 収 金 額 14,220千円 16,274千円
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なお、この公庫について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「統合して株式会社日本政策金

融公庫となる 3公庫における職員住宅の管理運営に当たり、空室の情報を共有するなどして所有住宅の

有効活用を図ることにより、借上住宅の賃借に係る費用を節減する措置を講ずるよう適宜の処置を要求

し及び是正改善の処置を求めたもの」（742ページ参照）、「中小企業信用保険事業の実施に当たり、中小

企業信用保険法等に基づき保険種類の選択はできないこととなっているのに、し意的に選択された保険

種類で保険を引き受けているもの」（747ページ参照）及び「中小企業信用保険事業の実施に当たり、包括

保証保険契約における保険引受けの進ちょく状況を適切に把握する体制を整備することなどにより、保

険契約の管理を適切に行い、引受限度額による統制が十分に機能するよう改善させたもの」（749ページ

参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及

び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等につい

て」（945ページ参照）を掲記した。

（ 4） 公営企業金融公庫

この公庫は、地方公共団体に対して、公営企業の健全な運営に資するため、特に低利かつ安定した資

金を融通するほか、地方道路公社及び土地開発公社に対して、一般の金融機関が行う融資を補完し、長

期の資金を融通することを目的として設置されているものである。その資本金は 19年度末現在で 166

億円となっている。

同公庫の 19年度の収入支出決算、損益、公営企業債券発行残高及び主な業務実績は次のとおりであ

る。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 692,716,271 733,713,232
（支 出）

支 出 予 算 現 額 358,360,035 390,752,570
支 出 済 額 346,436,276 383,337,704
不 用 額 11,923,758 7,414,865

不用額の主なものは、支払利息（支出予算現額 3488億 8644万円）の 97億 8024万余円及び債券発行諸

費（同 77億 5007万余円）の 19億 7081万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

690,417,358
（686,664,651）

732,665,746
（729,639,716）

経 常 費 用
（う ち 債 券 利 息）

350,240,904
（337,393,090）

387,745,402
（375,776,554）

特 別 利 益
（利差補てん引当金戻入）

24,138,583 22,216,533

特 別 損 失 6,529,443 367,136,877
�
�
うち債券借換損失引当
金繰入

�
�

（―） （355,782,023）

�
�
うち利差補てん引当金
繰入

�
�

（6,529,443） （11,354,853）

当 期 利 益 金 357,785,594 ―

（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として整
理

357,785,594 ―

� 公営企業債券発行残高

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

公営企業債券発行残高 19,976,118,812 21,015,501,802

第
6
章

第
2
節

第
7

2

政
府
関
係
機
関

（
4
）

公
営
企
業
金
融
公
庫

― 1346―



� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

貸 付 け 件 数 12,155件 10,606件
金 額 1,126,325,000千円 1,217,715,200千円

貸 付 金 回 収 金 額 2,163,690,419千円 1,716,217,781千円
年 度 末 貸 付 金 残 高 件 数 224,972件 227,774件

金 額 23,230,026,891千円 24,267,392,310千円

なお、この公庫について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 5） 沖縄振興開発金融公庫

この公庫は、次の業務等を行うことにより、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するな

どして、沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的として設置されているものであ

る。

� 沖縄における産業の開発を促進するために必要な長期資金の貸付けを行うなどの業務

� 沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設す

る者、生活衛生関係の営業者等に対する資金の貸付けを行うなどの業務

その資本金は 19年度末現在で 702億 3199万余円となっている。

同公庫の 19年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 29,771,175 34,877,672
（支 出）

支 出 予 算 現 額 29,321,998 32,099,627
支 出 済 額 25,592,530 31,140,562
不 用 額 3,729,467 959,064

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

35,605,286
（28,517,133）

41,701,798
（30,747,926）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

35,564,641
（18,651,797）

41,687,902
（23,611,483）

（注）
当 期 利 益 金 19,302 13,896

（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として整
理

19,302 13,896

（注） この利益金は、米穀資金・新事業創出促進特別勘定（琉球政府が食糧管理特別会計から長期年賦支払で

買い入れた本土産米穀の売渡代金を原資とする貸付け及び沖縄における新たな事業の創出を促進するため

に必要な資金の出資に関する経理を整理する勘定）において生じたものである。

� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（財 政 融 資 資 金 等）

938,613,124 1,016,150,956

沖縄振興開発金融公庫債
券等発行残高

123,296,500 103,223,500

積 立 金 残 高 1,718,612 1,704,716
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� 主な業務実績

a 貸 付 業 務

区 分 19 年 度 （18 年 度）

貸 付 け 件 数 5,451件 5,206件
金 額 89,115,709千円 119,543,105千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 繰 上 償 還）
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 161,412,012千円
（39,876,584千円）
（3,703,965千円）

186,863,607千円
（64,834,524千円）
（5,676,933千円）

年 度 末 貸 付 金 残 高 件 数 78,498件 81,279件
金 額 1,167,055,761千円 1,239,352,064千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に公庫において
開示している債権

破 綻 先 債 権 3,206,702千円 2,926,360千円
延 滞 債 権 44,400,680千円 51,248,821千円
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 59,094千円 34,743千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 43,624,520千円 47,171,242千円

計 91,290,997千円 101,381,168千円
�
�

�
�
�
�
�

貸 倒 引 当 金 6,441,177千円 6,029,423千円�
�

�
�
�
�
�

（注）
（貸 倒 引 当 金 計 上 率） （5.8/1000） （5.1／1000）
（注） 貸倒引当金に計上できる金額は、当該事業年度末における貸付金残高（貸付受入金残高を控

除）に 6 ／1000を乗じて得た金額の範囲内とされている。

b 出 資 業 務

区 分 19 年 度 （18 年 度）

出 資 会 社 数 3社 4社
件 数 3件 4件
金 額 70,000千円 105,000千円

年 度 末 出 資 金 残 高 会 社 数 43社 41社
件 数 50件 48件
金 額 2,842,300千円 2,802,300千円

なお、この公庫について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 6） 日本政策投資銀行

この銀行は、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的

発展に資するため、一般の金融機関が行う金融等を補完し、又は奨励することを旨とし、長期資金の供

給等を行い、もって我が国の経済社会政策に金融上の寄与をすることを目的として設置されているもの

である。その資本金は 19年度末現在で 1兆 2722億 8600万円となっている。

同銀行の 19年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 352,061,394 369,451,959
（支 出）

支 出 予 算 現 額 308,106,303 312,789,718
支 出 済 額 262,804,896 277,070,864
不 用 額 45,301,406 35,718,853

不用額の主なものは支払利息（支出予算現額 2777億 4348万余円）の 435億 9794万余円である。
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� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

369,776,508
（304,101,664）

388,556,797
（327,345,876）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

334,019,973
（162,114,795）

349,464,485
（192,258,322）

当 年 度 利 益 金 35,756,534 39,092,312
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に準備金として整
理

34,729,987 36,592,324

産業投資特別会計に納付 1,026,547 2,499,987

� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（財 政 融 資 資 金 等）

6,920,444,265 7,847,646,238

債 券 発 行 残 高 3,160,003,175 2,673,964,175
準 備 金 残 高 1,113,186,617 1,076,594,292

� 主な業務実績

a 貸 付 等 業 務

区 分 19 年 度 （18 年 度）

貸 付 け 等 件 数 1,169件 1,151件
金 額 1,278,152,175千円 1,080,586,176千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 1,870,958,989千円
（19,814,181千円）

1,836,411,126千円
（43,331,075千円）

年度末貸付金等残高 件 数 13,280件 13,764件
金 額 11,666,410,741千円 12,259,217,555千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に銀行において
開示している債権

破 綻 先 債 権 1,329,793千円 7,562,773千円
延 滞 債 権 57,429,814千円 64,065,236千円
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 26,250千円 28,000千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 60,988,493千円 73,624,446千円

計 119,774,350千円 145,280,455千円
�
�

�
�
�
�
�

貸 倒 引 当 金 34,729,987千円 36,592,324千円�
�

�
�
�
�
�

（注）
（貸 倒 引 当 金 計 上 率） （3.0/1000） （3.0／1000）
（注） 貸倒引当金に計上できる金額は、当該事業年度末における貸付金残高（貸付受入金残高を控

除）に 3 ／1000を乗じて得た金額の範囲内とされている。

b 保 証 業 務

区 分 19 年 度 （18 年 度）

保 証 件 数 31件 24件
金 額 130,533,351千円 203,139,995千円

減 少 し た 保 証 債 務 金 額 292,070,659千円 29,751,728千円
年度末保証債務残高 件 数 49件 54件

金 額 173,456,494千円 334,993,803千円

c 出 資 業 務

区 分 19 年 度 （18 年 度）

出 資 会 社 等 数 33 39
件 数 282件 233件
金 額 152,332,665千円 104,116,363千円

年 度 末 出 資 金 残 高 会 社 等 数 243 214
件 数 1,068件 792件
金 額 352,557,163千円 250,567,686千円
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なお、この銀行について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 7） 国際協力銀行

この銀行は、一般の金融機関と競争しないことを旨としつつ、我が国の輸出入若しくは海外における

経済活動の促進又は国際金融秩序の安定に寄与するための貸付け等並びに開発途上にある海外の地域の

経済及び社会の開発又は経済の安定に寄与するための貸付け等を行い、もって我が国及び国際経済社会

の健全な発展に資することを目的として設置されているものである。その資本金は 19年度末現在で 8

兆 3760億 7247万余円となっている。

同銀行の 19年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。

� 収入支出決算

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

（収 入）

収 入 済 額 765,099,518 748,694,437
（支 出）

支 出 予 算 現 額 717,605,879 689,263,971
支 出 済 額 531,442,873 518,091,428
不 用 額 186,163,005 171,172,542

不用額の主なものは支払利息（支出予算現額 6814億 4684万余円）の 1834億 1926万余円である。

� 損 益

区 分 19 年 度 （18 年 度）
千円 千円

a 国際金融等勘定
経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

416,115,094
（326,158,215）

424,911,158
（336,856,994）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

358,454,485
（64,297,483）

354,632,473
（76,547,259）

当 年 度 利 益 金 57,660,609 70,278,685
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に準備金として整
理

28,830,304 35,139,342

産業投資特別会計に納付 28,830,304 35,139,342

b 海外経済協力勘定
経 常 収 益
（う ち 貸 付 金 利 息）

676,528,465
（231,892,062）

680,016,768
（240,360,081）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

494,195,092
（68,317,115）

540,614,960
（80,957,916）

当 年 度 利 益 金 182,333,373 139,401,808
（利 益 金 の 処 理）

翌年度に積立金として整
理

182,333,373 139,401,808

� 借 入 金 等

区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

a 国際金融等勘定
借 入 金 残 高 3,665,483,000 4,380,023,000
（財 政 融 資 資 金 等）

債 券 発 行 残 高 2,130,893,601 1,914,516,935
準 備 金 残 高 780,375,416 745,236,073
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区 分 19 年 度 末 （18 年 度 末）
千円 千円

b 海外経済協力勘定
借 入 金 残 高 3,306,703,838 3,714,803,025
（財 政 融 資 資 金 等）

積 立 金 残 高 305,464,237 166,062,428

� 主な業務実績

区 分 19 年 度 （18 年 度）

a 国際金融等勘定

� 貸 付 業 務

貸 付 け 件 数 193件 238件

金 額 1,001,880,838千円 1,059,104,074千円

貸 付 金 回 収 金 額 1,551,147,387千円 1,299,419,819千円

年度末貸付金残高 件 数 1,656件 1,845件

金 額 7,305,811,240千円 7,823,666,159千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に銀行において
開示している債権

破 綻 先 債 権 35,877,682千円 47,333,394千円

延 滞 債 権 109,805,760千円 126,610,967千円

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 42,820,617千円 112,868,681千円

計 188,504,059千円 286,813,043千円

貸 倒 等 引 当 金 21,917,433千円 23,470,998千円
（注）

（貸倒等引当金計上率） （3.0／1000） （3.0／1000）

（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、当該年度末における貸付金残高に 3 ／1000を乗じて得た
金額の範囲内とされている。

これに加えて、貸付金残高のうち、債務救済方式の見直しに伴う債権放棄に備えるため、対象と

なる特定貸付金については、下記のように別途貸倒等引当金を計上している。

貸 倒 等 引 当 金 14,160,281千円 14,892,027千円
（注）

（貸倒等引当金計上率） （1000.0／1000） （1000.0／1000）

（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、国際通貨基金及び国際開発協会の重債務貧困国措置の対

象となる債権、又は対象となる可能性がある債権、及び国際連合貿易開発会議の貿易開発理事

会措置の対象となる債権ごとの当該年度末における残高の合計額以内の額とされている。

また、貸付金残高のうち、公的債務の繰延べ交渉を行う債権国会議において合意された債務負担

軽減措置にかかる特定貸付金については、この貸倒れによる損失に備えるために、下記のように別

途貸倒等引当金を計上している。

（注）
貸 倒 等 引 当 金 17,492,622千円 16,587,295千円

（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、当該年度末における対象債権残高にそれぞれの債務国に

ついて適用される債務削減率を乗じて計算した額の合計額以内の額とされている。

区 分 19 年 度 （18 年 度）

� 保 証 業 務

保 証 件 数 99件 103件

金 額 387,890,573千円 586,849,334千円

減少した保証債務 金 額 253,401,942千円 160,977,769千円

年度末保証債務残高 件 数 633件 590件

金 額 1,617,473,918千円 1,492,438,534千円

� 出 資 業 務

出 資 会 社 等 数 2 1

金 額 193,954千円 432,909千円

年度末出資金残高 会 社 等 数 3 3

金 額 920,930千円 809,584千円
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なお、この銀行について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「政府開発援助の実施に当た

り、外務省及び独立行政法人国際協力機構において、援助の効果が十分発現するよう意見を表示したも

の」（142ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する

報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導

入状況等について」（945ページ参照）及び「ベトナムに対する円借款事業において道路建設中に発生した

橋桁の崩落事故について」（1220ページ参照）を掲記した。
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区 分 19 年 度 （18 年 度）

b 海外経済協力勘定

� 貸 付 業 務

貸 付 け 件 数 398件 413件

金 額 683,850,542千円 606,653,785千円

貸 付 金 回 収 金 額 660,512,284千円 619,013,273千円

年度末貸付金残高 件 数 1,936件 1,921件

金 額 11,387,131,399千円 11,378,615,978千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に銀行において
開示している債権

破 綻 先 債 権 ― ―

延 滞 債 権 73,367,433千円 76,876,727千円

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 139,647,608千円 185,191,614千円

計 213,015,042千円 262,068,342千円

（開発途上国政府等に対する円借款）

貸 倒 等 引 当 金 1,138,373千円 1,137,483千円
（注）

（貸倒等引当金計上率） （0.1／1000） （0.1／1000）
（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、当該年度末の円借款の貸付残高に 15／1000を乗じて得た金

額の範囲内とされている。

これに加えて、貸付金残高のうち、債務救済方式の見直しに伴う債権放棄に備えるため、対象とな

る特定貸付金については、下記のように別途貸倒等引当金を計上している。

貸 倒 等 引 当 金 363,303,734千円 363,533,000千円
（注）

（貸倒等引当金計上率） （1000.0／1000） （1000.0／1000）
（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、国際通貨基金及び国際開発協会の重債務貧困国措置の対象

となる可能性がある債権ごとの当該年度末における残高の合計額以内の額とされている。

（民間企業等に対する海外投融資）

貸 倒 等 引 当 金 102,000千円 113,520千円
（注）

（貸倒等引当金計上率） （30.0／1000） （30.0／1000）
（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、当該年度末の海外投融資の貸付残高に 30／1000を乗じて得

た金額の範囲内とされている。

区 分 19 年 度 （18 年 度）

	 出 資 業 務

出 資 会 社 等 数 1 2
金 額 32,370千円 135,350千円

年 度 末 出 資 金 残 高 会 社 等 数 16 16
金 額 134,602,330千円 139,940,148千円

�
�

�
�
�
�
�

（注）
貸 倒 等 引 当 金 28,901,230千円 29,311,302千円

�
�

�
�
�
�
�

（注） 貸倒等引当金に計上できる金額は、各会社等ごとに当該年度末における各会社等に対する銀行

の出資金残高を限度として、各会社等の欠損金の額に各会社等の資本金に対する銀行の出資金残

高の割合を乗じて得た金額の合計額の範囲内とされている。
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［ 2］ 事業団等の決算

国が資本金の 2分の 1以上を出資している事業団等（政府関係機関、独立行政法人及び国立大学法人

等を除く。）のうち、事業団等 14の平成 19年度決算についてみると、次のとおりである。

（事 業 団 等）

（ 1） 日本私立学校振興・共済事業団

この事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚

生を図るため、次の業務を行うことにより、もって私立学校教育の振興に資することを目的として設置

されているものである。

� 補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務

� 私立学校教職員共済法（昭和 28年法律第 245号）の規定による共済制度の運営

その資本金は 19事業年度末現在で 489億 6911万余円（全額国の出資）となっている。

同事業団の会計は、助成、短期、長期、福祉及び共済業務の 5勘定に区分されており、その勘定別の

19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令（平成 9年文部省令第 42号）により

同事業団の会計について優先して適用することとされている独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日

に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に

変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の額とを一部対比できないものがある。

ア 助 成 勘 定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、学校法人に対する補助金の交付、学校法人等に対する資金の貸付けなど私立学校教

育に対する援助に必要な業務に関するものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 貸 付 金）
（うち破産更生債権等）

（注）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

618,718,697
（600,645,123）
（5,559,305）

（	 8,050,097）

資 産
（う ち 貸 付 金）
（うち破産更生債権等）

（う ち 貸 倒 引 当 金）

648,900,523
（628,919,793）
（5,867,588）

（	 7,891,681）
負 債
（う ち 長 期 借 入 金）

563,616,431
（449,973,344）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）

594,012,477
（485,959,625）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

55,102,265
（48,969,115）
（5,346,420）
（786,730）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

54,888,046
（48,969,115）
（5,320,750）
（598,181）

（注） 貸倒引当金に計上する金額は、金融庁作成の「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」に基

づいた「日本私立学校振興・共済事業団貸付債権自己査定基準」の定めるところに従って算出した

金額とされている。

�������������
��

�������������
�	


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 交 付 補 助 金）

363,858,383
（328,050,000）

290,147,727
（256,210,034）

経 常 収 益
（うち国庫補助金収益）

363,989,098
（328,050,000）

290,076,139
（256,210,034）

経常利益（	経常損失） 130,714 	 71,588
臨 時 損 失 1,922 58,735
臨 時 利 益 95,963 182,168
�
�
法人税、住民税及び事
業税


�

3,400 6,800
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 純 利 益 221,356 45,044
当 期 総 利 益 221,356 45,044

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 221,356 45,044
（利 益 処 分 額）

助 成 金 73,171 21,948
長 期 勘 定 へ 繰 入 36,585 10,859
積 立 金 111,600 12,237

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（補 助 事 業）

補 助 金 交 付 法 人 数 618法人 618法人
補 助 金 交 付 額 328,050,000千円 256,210,034千円

（貸 付 事 業）

貸 付 け 法 人 数 81法人 96法人
件 数 87件 119件
金 額 39,043,900千円 53,751,100千円

貸 付 金 回 収 等 金 額 67,526,005千円 66,561,783千円
事業年度末貸付金残高 法 人 数 1,463法人 1,500法人

件 数 3,291件 3,524件
金 額 606,204,428千円 634,787,382千円

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準に準じて事業団におい
て開示している債権

破 綻 先 債 権 ― 171,600千円
延 滞 債 権 5,629,432千円 5,703,611千円
3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,924,026千円 7,099,996千円
計 12,553,458千円 12,975,207千円

イ 短 期 勘 定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、加入者及びその被扶養者の病気等に関する短期給付を行う業務等に関する経理を行

うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 入 金）

75,247,281
（44,207,356）
（14,540,900）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 入 金）

79,061,473
（53,640,607）
（10,373,680）

負 債
（う ち 未 払 費 用）
（う ち 支 払 準 備 金）

22,537,436
（8,457,558）
（8,808,958）

負 債
（う ち 未 払 費 用）
（う ち 支 払 準 備 金）

26,832,292
（7,819,849）
（8,653,986）

純 資 産
（利 益 剰 余 金）

52,709,845 資 本
（利 益 剰 余 金）

52,229,181

����������
��

����������
��


 損 益 計 算 書
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

207,323,198
（207,323,172）

199,140,746
（199,140,733）

経 常 収 益
（う ち 掛 金 収 入）

207,980,200
（192,248,205）

204,196,993
（188,806,663）

経 常 利 益 657,002 5,056,247
臨 時 損 失 8,843,784 8,672,111
臨 時 利 益 8,667,446 8,625,428
当 期 純 利 益 480,664 5,009,564
当 期 総 利 益 480,664 5,009,564
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 480,664 5,009,564

（利 益 処 分 額）

欠損金補てん積立金 205,541 172,656

積 立 金 275,123 4,836,908

ウ 長 期 勘 定

〔この勘定は、加入者の退職等に関する長期給付を行う業務等に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 長 期 性 預 金）
（うち投資有価証券）
（う ち 長 期 貸 付 金）

3,468,465,891
（1,021,776,135）
（1,702,413,605）
（436,115,368）

資 産
（う ち 長 期 性 預 金）
（うち投資有価証券）
（う ち 長 期 貸 付 金）

3,384,089,030
（878,005,743）
（1,680,190,659）
（477,270,639）

負 債 783,940 負 債 718,322
純 資 産

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

3,467,681,950
（注）

（� 34,197,477）
（3,501,879,427）

資 本

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

3,383,370,708

（� 35,480,401）
（3,418,851,109）

（注） 損益外減損損失累計額分である。

����������
��

����������
��

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

412,447,496
（410,916,623）

395,537,104
（394,184,534）

経 常 収 益
（う ち 掛 金 収 入）

475,388,650
（304,887,005）

496,299,071
（291,757,686）

経 常 利 益 62,941,153 100,761,966

臨 時 損 失 1,630,361 19,662

臨 時 利 益 21,717,526 106,640

当 期 純 利 益 83,028,318 100,848,944

当 期 総 利 益 83,028,318 100,848,944

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 83,028,318 100,848,944

（利 益 処 分 額）

長 期 給 付 積 立 金 83,028,318 100,848,944

エ 福 祉 勘 定

�
�
�
�
�

�
	
	
	



この勘定は、加入者及びその被扶養者の健康の保持・増進及び日常生活の援助を目的として、福

利及び厚生に関する業務を行うものであり、保健、医療、宿泊、貯金及び貸付の 5経理に区分され

ている。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 長 期 性 預 金）

951,773,265
（724,332,160）

資 産
（う ち 長 期 性 預 金）

929,591,930
（677,569,169）

負 債
（う ち 加 入 者 貯 金）

935,363,366
（764,510,510）

負 債
（う ち 加 入 者 貯 金）

917,302,764
（734,775,182）

純 資 産
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

16,409,898
（3,868,276）
（12,541,622）

資 本
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

12,289,165
（2,336,457）
（9,952,708）

���������
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

33,683,924
（32,487,970）

34,683,358
（33,087,515）

経 常 収 益
（う ち 掛 金 収 入）
（うち保険患者収入）
（う ち 施 設 収 入）
（う ち 貸 付 金 利 息）
（う ち 財 務 収 益）

37,900,970
（6,853,407）
（6,621,750）
（9,736,415）
（2,449,125）
（8,756,303）

37,328,998
（6,754,056）
（6,787,517）
（10,033,142）
（2,732,428）
（7,565,241）

経 常 利 益 4,217,045 2,645,640
臨 時 損 失 2,169,797 108,499
臨 時 利 益 552,586 658,617
�
�
法人税、住民税及び事
業税

�
�

10,921 23,994

当 期 純 利 益 2,588,913 3,171,764
当 期 総 利 益 2,588,913 3,171,764
�
�
�
�
�
�
�

（保 健 経 理） � 901,606 2,389,474�
�
�
�
�
�
�

（医 療 経 理） � 1,078,085 � 1,622,830
（宿 泊 経 理） 1,158,641 � 223,565
（貯 金 経 理） 3,315,554 2,380,604
（貸 付 経 理） 94,409 248,081

（保 健 経 理）

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 901,606 2,389,474
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 2,389,474
積 立 金 取 崩 額 901,606 ―

（医 療 経 理）

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 1,078,085 1,622,830
前 期 繰 越 欠 損 金 13,907,890 12,285,059

（損 失 処 理 額）

別 途 積 立 金 � 8,536 ―

次 期 繰 越 欠 損 金 14,994,511 13,907,890
（宿 泊 経 理）

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 1,158,641 � 223,565
前 期 繰 越 欠 損 金 12,764,680 12,541,115

（損 失 処 理 額）

別 途 積 立 金 取 崩 額 730,730 ―

次 期 繰 越 欠 損 金 10,875,308 12,764,680
（貯 金 経 理）

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 3,315,554 2,380,604
（利 益 処 分 額）

欠損金補てん積立金 3,321,698 2,380,792
積 立 金 � 6,143 � 188

（貸 付 経 理）

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 94,409 248,081
（利 益 処 分 額）

貸 付 資 金 積 立 金 94,409 248,081
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オ 共済業務勘定

〔この勘定は、短期勘定及び長期勘定における業務に係る事務に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

15,491,530
（5,870,966）
（4,000,000）

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

14,731,480
（5,141,515）
（4,000,000）

負 債
（うち退職給付引当金）

2,780,671
（1,828,016）

負 債
（うち退職給付引当金）

2,952,026
（1,968,623）

純 資 産
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

12,710,858
（2,963,605）
（9,747,253）

資 本
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

11,779,453
（2,964,210）
（8,815,242）

���������
��

���������
��

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（一 般 管 理 費）

4,075,294 3,830,123

経 常 収 益
（う ち 掛 金 収 入）

5,009,645
（4,531,570）

4,926,640
（4,465,090）

経 常 利 益 934,350 1,096,517

臨 時 損 失 3,180 12,926

臨 時 利 益 234 593,615

当 期 純 利 益 931,405 1,677,205

当 期 総 利 益 931,405 1,677,205

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 931,405 1,677,205

（利 益 処 分 額）

別 途 積 立 金 �624 ―

資 本 剰 余 金 ― �605

積 立 金 932,030 1,677,810

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年10月22日現在のものである。

なお、この事業団について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「私立大学等経常費補助金の

経理が不当と認められるもの」（754ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会か

らの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談

合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「文部科学省、厚生労働省、農林水

産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係

る援助の効果について」（1016ページ参照）を掲記した。

（ 2） 日 本 銀 行

この銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと

並びに銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資

することを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1億円（うち国の

出資 5500万円）となっている。

また、同銀行は、法令で定めるところにより、国庫金並びに通貨及び金融に関する国の事務を取り

扱っている。

同銀行の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

第
6
章

第
2
節

第
7

2

事
業
団
等

（
2
）

日
本
銀
行

― 1357―



� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 国 債）
（う ち 貸 出 金）
（う ち 買 現 先 勘 定）

113,426,206,898
（67,390,797,184）
（29,215,300,000）
（8,767,603,169）

112,740,947,514
（76,445,744,145）
（23,187,700,000）
（4,506,248,595）

負 債
（う ち 発 行 銀 行 券）
（う ち 預 金）
（う ち 売 現 先 勘 定）

110,202,429,342
（76,461,554,544）
（14,276,374,328）
（12,059,868,222）

109,416,424,604
（75,894,119,944）
（11,709,500,403）
（12,879,647,538）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 法 定 準 備 金）

3,223,777,556
（100,000）

（2,582,912,346）

3,324,522,910
（100,000）

（2,543,886,169）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 国 債 利 息）
（うち外国為替収益）

1,618,480,643
（682,006,485）
（400,991,694）

1,383,734,366
（575,609,074）
（424,009,980）

経 常 費 用
（うち外国為替費用）
（う ち 経 費）

931,166,340
（603,772,996）
（220,141,077）

331,254,491
（―）

（224,912,424）
経 常 利 益 687,314,303 1,052,479,875
特 別 利 益 1,482,237 1,293,578
特 別 損 失
�
�
うち外国為替等取引損
失引当金繰入額

�
�

2,099,928
（―）

101,074,237
（100,598,000）

税 引 前 当 期 剰 余 金 686,696,611 952,699,216
法人税、住民税及び事業
税

45,944,598 172,175,672

当 期 剰 余 金 640,752,012 780,523,544
（剰 余 金 の 処 分）

法 定 準 備 金 積 立 額 32,037,600 39,026,177
配 当 金 5,000 5,000
国 庫 納 付 金 608,709,412 741,492,367

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
銀 行 券 発 行 高 128億枚 127億枚
主 な 金 融 調 節

短 期 国 債 買 入 れ 17兆9432億円 19兆2635億円
長 期 国 債 買 入 れ 14兆5147億円 14兆3649億円
共通担保資金供給 8兆7145億円 20兆4058億円

なお、この銀行について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「消火設備の設置工事の実施に

当たり、消火補給水槽の据付けの施工が適切でなかったため、地震時等における消火設備に必要な機能

の維持が確保されていないもの」（758ページ参照）及び「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会

からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における

談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 3） 日本中央競馬会

日本中央競馬会は、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬

を行うことを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 49億 2412万

余円（全額国の出資）となっている。

同会の会計は、一般及び特別振興資金の 2勘定に区分して経理され、一般勘定は、さらに、投票券、

業務及び新営の 3勘定に区分されており、同会の勘定別の 19事業年度の収入支出決算、損益、資本剰

余金等及び主な業務実績は次のとおりである。
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ア 一 般 勘 定

［この勘定は、競馬の開催及び競走馬の育成等の業務に関する経理を行うものである。］

� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

〔投 票 券 勘 定〕

（収 入）

収 入 確 定 額 2,771,501,376 2,836,735,431
（支 出）

支 出 確 定 額 2,771,501,376 2,836,735,431
〔業 務 勘 定〕

（収 入）

収 入 確 定 額 453,558,020 460,606,104
（支 出）

支 出 予 算 現 額 458,074,947 455,912,316
支 出 確 定 額 388,743,169 400,226,943
予 算 残 額 69,331,777 55,685,372

〔新 営 勘 定〕

（収 入）

収 入 確 定 額 71,008,539 66,486,698
（支 出）

支 出 予 算 現 額 71,008,539 66,486,698
支 出 確 定 額 48,788,833 47,838,926
翌 事 業 年 度 繰 越 額 7,000,547 10,378,999
予 算 残 額 15,219,158 8,268,772

翌事業年度繰越額はすべて新営勘定の新営費（支出予算現額 710億 0853万余円）の分である。また、

予算残額の主なものは、業務勘定の競馬事業費（同 2308億 1529万余円）の 497億 7698万余円及び業務

管理費（同 678億 3782万余円）の 78億 4039万余円並びに新営勘定の新営費の 152億 1915万余円であ

る。

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

事 業 収 益
（うち勝馬投票券収入）

2,776,434,010
（2,771,501,376）

2,842,034,689
（2,836,735,431）

事 業 費 用 2,764,361,540
（2,062,936,752）

2,823,688,835
（2,110,646,133）�

�
うち勝馬投票券諸支払
金

�
�

（う ち 国 庫 納 付 金） （275,913,807） （282,330,944）
�
�
勝馬投票券売得金の
100分の10

�
�

事 業 外 収 益 8,370,082 7,338,790
事 業 外 費 用 616,158 368,613
経 常 利 益 19,826,393 25,316,030
特 別 利 益 2,561,986 106,885
特 別 損 失 1,624,820 1,713,608
当 期 純 利 益 20,763,559 23,709,307

（利 益 の 処 分）

国庫納付金（利益の�分
の�・翌事業年度に納
付）

10,381,779 11,854,653

翌事業年度に特別振興資
金勘定への繰入金として
整理

10,381,779 10,669,188

翌事業年度に特別積立金
として整理

― 1,185,465
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� 資本剰余金等

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 本 剰 余 金 残 高 6,075,658 6,075,658

損失てん補準備金残高 200,000 200,000

特 別 積 立 金 残 高 1,049,661,232 1,048,475,767

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
開 催 回 数 及 び 日 数 36回 288日 36回 288日
施 設 の 建 設 東京競馬場ス

タンド改築工
事

阪神競馬場
馬場改造工
事

イ 特別振興資金勘定

�
�
�

�

�
�
�

	

この勘定は、競馬の健全な発展を図るため必要な業務及び畜産の振興に資するための事業等に助

成を行う法人に対して交付金を交付する業務等に関する経理を行うものである。


 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 確 定 額 12,005,821 9,771,023
（支 出）

支 出 予 算 現 額 14,370,000 10,220,000
支 出 確 定 額 12,005,821 9,771,023
翌 事 業 年 度 繰 越 額 178,290 ―

予 算 残 額 2,185,888 448,976

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

事 業 収 益 15,564,845 10,443,221
事 業 費 用
（うち競馬振興事業費）
（うち畜産振興事業費）

15,564,845 10,443,221
（5,198,946） （3,947,138）
（4,473,109） （3,926,972）

�
�
うち競馬法附則第 5条
第 2項による交付金

�
�

（2,303,452） （2,154,051）

� 特別振興資金

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

特 別 振 興 資 金 残 高 72,957,852 70,674,834

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

競馬の健全な発展を図る
ための事業

15事業
5,229,260千円

7事業
3,690,000千円

畜産振興事業等に助成を
行う法人に対する交付金
の交付等

11事業
4,473,109千円

10事業
3,926,972千円

競走馬の生産振興に資す
るための事業等

2事業
2,303,452千円

2事業
2,154,051千円

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「有料駐車場の運営に当たり、

駐車場用地等を随意契約により関連公益法人に貸し付けることを改めて、関連公益法人が収入としてい

る駐車場利用料金等を勘案して、貸付料を見直したり、委託により自ら実施したりすることにより、契

約の競争性及び透明性を確保して、増収を図るよう是正改善の処置を求めたもの」（761ページ参照）

を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国

が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」

（945ページ参照）を掲記した。
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（ 4） 関西国際空港株式会社

この会社は、航空輸送の円滑化を図り、もって航空の総合的な発達に資するため、関西国際空港の設

置及び管理を効率的に行うことなどを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年

度末現在で 8125億円（うち国の出資 5417億円）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち空港事業固定資産）
（う ち 建 設 仮 勘 定）

1,935,864,665
（1,453,169,726）
（291,731,108）

1,864,160,522
（1,051,040,765）
（582,739,552）

負 債
（う ち 社 債）
（う ち 長 期 借 入 金）

1,331,763,887
（684,624,183）
（475,454,733）

1,272,504,579
（775,642,120）
（456,396,733）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

604,100,778
（812,550,000）

（� 208,449,221）

591,655,942
（810,900,000）

（� 219,244,057）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち施設使用料収入）

115,423,530
（64,229,413）

113,879,617
（64,015,373）

経 常 費 用
（う ち 施 設 運 営 費）
（う ち 支 払 利 息）

104,317,278
（29,745,281）
（23,428,821）

101,814,625
（31,947,399）
（22,344,630）

経 常 利 益 11,106,252 12,064,992
特 別 利 益 335,601 17,036
特 別 損 失 722,413 2,538,340
法人税、住民税及び事業
税

� 75,395 � 66,034

当 期 純 利 益 10,794,835 9,609,721

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） � 219,244,057 � 228,853,779
当 期 純 利 益 10,794,835 9,609,721
（変 動 額 合 計） 10,794,835 9,609,721
繰越利益剰余金（当期末残高） � 208,449,221 � 219,244,057

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
空港の供用 航空機発着回数 128,943回 116,475回

航 空 旅 客 数 16,694,921人 16,689,956人
航空貨物取扱数量 846,522ｔ 802,162ｔ
航空燃料供給量 1,604,264� 1,640,804�

なお、この会社について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 5） 日本たばこ産業株式会社

この会社は、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健

全な発展に資するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的として設

置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1000億円（うち国の出資 500億円）となっ

ている。
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同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 半 製 品）
（う ち 原 材 料）

2,902,509,748
（120,091,229）
（29,860,154）

2,561,865,747
（131,671,788）
（33,705,788）

負 債 1,085,782,249 808,798,123

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）

1,816,727,498
（100,000,000）
（736,400,000）

1,753,067,623
（100,000,000）
（736,400,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 売 上 高）

2,318,071,055
（2,302,704,040）

2,344,511,537
（2,330,453,036）

経 常 費 用
（う ち 売 上 原 価）

2,140,313,176
（1,802,655,558）

2,154,781,261
（1,814,235,187）

経 常 利 益 177,757,878 189,730,275

特 別 利 益 68,059,958 45,568,753

特 別 損 失 29,802,920 19,273,442

法人税、住民税及び事業
税

71,031,884 54,267,451

法 人 税 等 調 整 額 13,837,999 29,302,117

当 期 純 利 益 131,145,032 132,456,018

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末
残高）

135,266,822 135,717,967

特別償却準備金取崩額（注） ― 74,869

特別償却準備金取崩額 7,459 70,536

圧縮記帳積立金繰入額（注） ― �3,031,524

圧縮記帳積立金取崩額（注） ― 13,473,343

圧縮記帳積立金繰入額 �5,228,544 �2,474,757

圧縮記帳積立金取崩額 5,253,134 3,685,845

圧縮記帳特別勘定繰入額（注） ― �1,857,016

圧縮記帳特別勘定取崩額（注） ― 3,183,253

圧縮記帳特別勘定繰入額 �3,833,143 �3,181,440

圧縮記帳特別勘定取崩額 3,181,440 1,857,016

別途積立金の積立て（注） ― �110,100,000

剰 余 金 の 配 当（注） ― �17,244,144

剰余金の配当（中間配当） ― �17,244,144

別途積立金の積立て �93,000,000 ―

剰 余 金 の 配 当 �42,152,352 ―

役 員 賞 与（注） ― �119,000

当 期 純 利 益 131,145,032 132,456,018

（変 動 額 合 計） （�4,626,972） （�451,144）

繰越利益剰余金（当期末
残高）

130,639,849 135,266,822

（注） 18年 6月の定時株主総会における利益処分項目

なお、特別利益の主なものは土地の売却等に伴う固定資産売却益 660億 6195万余円である。また、

特別損失の主なものは成人識別自販機導入費用 128億 7869万余円である。
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
国内産葉たばこ買入れ 37千ｔ 37千ｔ
紙 巻 た ば こ 製 造 1875億本 1943億本
紙 巻 た ば こ 販 売 1870億本 1949億本

なお、この会社について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 6） 預金保険機構

� 決算等の状況

この機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、次のような業務を

行うことなどにより、もって信用秩序の維持に資することを目的として設置されているものである。

� 金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払等を行うとともに、破綻金融機

関に係る合併等に対する適切な資金援助等を行う業務、金融整理管財人の業務、及び金融整理管財人

の管理に係る金融機関の業務を承継する銀行の設立、当該設立された銀行の経営管理等を行う業務

� 金融危機に対応するため必要と認められた場合において、金融機関の株式等の引受け等を行う業務

� 住宅金融専門会社から財産を譲り受けてその処理等を行う会社を設立し、当該設立された会社に対

して資金援助等を行う業務

� 金融機関等の資産の買取り等を行う業務

� 金融機関等が発行する株式等の引受け等を協定銀行に委託し、これに伴い必要となる財務上の支援

を行う業務

� 株式会社産業再生機構の設立の発起人となり、及び同会社に出資を行う業務

	 金融機関等又は組織再編成金融機関等が発行する株式等の引受け等又は協同組織中央金融機関から

の信託受益権等の買取りを協定銀行に委託し、これに伴い必要となる財務上の支援を行う業務

その資本金は 19事業年度末現在で 54億 5500万円（うち国の出資 51億 5000万円）となっている。

同機構の会計は、一般、危機対応、特定住宅金融専門会社債権債務処理、金融再生、金融機能早期健

全化、産業再生及び金融機能強化の 7勘定に区分して経理されている。

同機構の勘定別の 19事業年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりであ

る。

なお、産業再生勘定は、株式会社産業再生機構法（平成 15年法律第 27号）の規定により、19年 6月 30

日をもって廃止され、残余財産は、拠出金を拠出した金融機関に対して、その拠出金の額に応じて分配

された。

ア 一 般 勘 定

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、ペイオフコスト（金融機関が破綻した場合、預金者 1人当たりの保険金の支払限度

額は、無利息等の要件を満たす決済用預金を除き元本 1000万円までとその利息等とされ、これを

基に計算した保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用）以内の資金援助等の実施に関す

る経理を行うものである。
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� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 1,164,560,592 1,142,806,100

（支 出）

支 出 予 算 現 額 1,399,917,675 1,894,929,428

支 出 決 定 済 額 1,175,071,792 1,123,123,750

不 用 額 224,845,882 771,805,677

不用額の主なものは、借入返済金（支出予算現額 4234億円）の 2205億円である。

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 保 険 料 収 入）

703,539,382
（566,674,015）

754,717,009
（540,496,576）

経 常 費 用
（う ち 国 庫 納 付 金）

148,656,259
（120,934,544）

232,457,632
（168,637,868）

特 別 損 失 201 ―

当 期 利 益 金 554,882,921 522,259,376
（利 益 金 の 処 理）

翌事業年度に繰越欠損金の補てんに充当 554,882,921 522,259,376
（ 繰 越 欠 損 金 1,932,667,185 2,454,926,561 ）

� 借 入 金 等

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（市 中 金 融 機 関）

56,500,000 72,800,000

預金保険機構債発行残高 1,580,000,000 2,180,000,000

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
千円

（18事業年度）
千円

破綻した金融機関からの
買取資産（貸付金）の回収
（注 1）

354,071 33,736,618

事業年度末買取資産残高 10,928,477 11,282,548

上記のうち民間金融機関のリスク管理
債権の開示基準を参考に機構において
開示している債権

破 綻 先 債 権 2,868,131 2,957,740

延 滞 債 権 8,056,460 8,314,636

3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 ― ―

計 10,924,591 11,272,377

�
�
�
�
�
�
�
�
�

（注）
貸 倒 引 当 金 10,474,003 10,711,436

�
�
�
�
�
�
�
�
�

（注） 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、債権額

から担保の処分可能見込額等を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債

権については、債権額から担保の処分可能見込額等を控除し、その残額のうち債務者の支払能

力を総合的に判断して必要と認める額とされている。上記以外の債務者に係る債権について

は、過去の一定期間における貸倒実績に基づき算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額とされ

ている。

（注 1） 10年 2月の預金保険法（昭和 46年法律第 34号）の改正が行われる前までは、預金保険機構が株

式会社整理回収銀行に対して破綻した金融機関の資産の買取りを委託できるのは、信用組合

に限られていたため、同機構は 10年 1月に破綻した株式会社阪和銀行の貸付金等資産 2082億
余円を直接買い取っている。
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イ 危機対応勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、金融危機対応会議の議を経て、内閣総理大臣の認定を受けて行う金融危機への対応

業務の実施に関する経理を行うものである。

� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 348,111,253 347,533,324

（支 出）

支 出 予 算 現 額 444,392,505 534,665,735

支 出 決 定 済 額 347,991,179 347,610,469

不 用 額 96,401,325 187,055,265

不用額の主なものは借入返済金（支出予算現額 4252億円）の 932億円である。

	 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 19,711,244
（19,688,698）

15,533,333
（15,529,794）（うち取得株式等事業収入）

経 常 費 用 16,142,607 6,768,656
（う ち 事 業 外 費 用） （16,131,734） （6,755,484）

当 期 利 益 金 3,568,637 8,764,676

（利 益 金 の 処 理）

翌事業年度に積立金として整理 3,568,637 8,764,676

（ 積 立 金 23,165,302 14,400,625 ）


 借 入 金 等

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

借 入 金 残 高 328,400,000 332,000,000
（市 中 金 融 機 関）

預金保険機構債発行残高 1,600,000,000 1,600,000,000

ウ 特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

この勘定は、旧住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権等の財産の管理、回収及び処分等を行

う債権処理会社への助成金の交付、借入れに係る債務の保証、納付金の収納等に関する経理を行う

ものである。

� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 13,586,087 12,986,916

（支 出）

支 出 予 算 現 額 13,805,847 14,304,929

支 出 決 定 済 額 13,615,881 12,983,130

不 用 額 189,965 1,321,798

	 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち資産運用収入）
（うち金融安定化拠出基金戻入）

27,036,479
（13,416,429）
（13,375,476）

25,666,857
（12,726,264）
（12,705,452）

経 常 費 用
（うち債権処理会社助成事業費）

49,247,400
（35,586,482）

79,586,716
（66,578,418）

特 別 損 失 84 ―
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 損 失 金 22,211,005 53,919,858

（損 失 金 の 処 理）

翌事業年度に繰越欠損金として整理 22,211,005 53,919,858

（ 繰 越 欠 損 金 341,227,048 287,307,189 ）

� 金融安定化拠出基金

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

金融安定化拠出基金残高 909,121,912 909,080,959

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
千円

（18事業年度）
千円

債権処理会社への業務推
進助成金の交付

13,375,476 12,705,452

エ 金融再生勘定

�
�
�

�
�
	

この勘定は、特別公的管理銀行に係る処理や一般金融機関からの資産の買取り等を行う特定協定

銀行に対する貸付け等に関する経理を行うものである。


 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 659,301,345 927,146,725

（支 出）

支 出 予 算 現 額 1,274,556,856 3,815,732,857

支 出 決 定 済 額 726,358,469 1,337,981,146

不 用 額 548,198,386 2,477,751,710

不用額の主なものは、借入返済金（支出予算現額 6249億円）の 5148億円及び資産買取事業費（同 298

億余円）の 294億余円である。

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち協定銀行納付金収入）
（うち資産買取事業収入）

302,229,749
（65,947,363）
（52,925,768）

462,142,403
（3,961,006）
（162,676,362）

経 常 費 用
（うち資産買取事業費）

149,398,756
（39,360,285）

253,997,336
（109,674,199）

特 別 損 失 6 ―

当 期 利 益 金 152,830,986 208,145,067

（利 益 金 の 処 理）

翌事業年度に繰越欠損金の補てんに充当 152,830,986 208,145,067

（ 繰 越 欠 損 金 476,495,765 684,640,832 ）

� 借 入 金 等

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（市 中 金 融 機 関）

93,300,000 ―

預金保険機構債発行残高 1,870,000,000 2,270,000,000

オ 金融機能早期健全化勘定

�
�
�

�
�
	

この勘定は、金融機関等の株式等の引受け等（資本増強）を行う協定銀行に対する資金の貸付け等

に関する経理を行うものである。
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� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 977,288,482 3,614,786,344
（支 出）

支 出 予 算 現 額 1,740,983,712 6,332,817,659
支 出 決 定 済 額 1,521,135,694 1,854,223,058
不 用 額 219,848,017 4,478,594,600

不用額の主なものは、借入返済金（支出予算現額 1633億円）の 1633億円及び協定銀行貸付金（同 1633

億円）の 551億余円である。

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち協定銀行納付金収入）

735,287,422
（711,120,067）

410,332,390
（389,552,742）

経 常 費 用
（う ち 事 業 外 費 用）

12,799,734
（12,735,961）

17,194,160
（17,133,113）

特 別 損 失 11 ―

当 期 利 益 金 722,487,675 393,138,230
（利 益 金 の 処 理）

翌事業年度に積立金として整理 722,487,675 393,138,230
（ 積 立 金 738,683,128 345,544,898 ）

� 預金保険機構債発行残高

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

預金保険機構債発行残高 1,400,000,000 2,800,000,000

カ 産業再生勘定

〔 この勘定は、株式会社産業再生機構
（注 2）

に対する出資等に関する経理を行うものである。〕

� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 50,012,044 1
（支 出）

支 出 予 算 現 額 5,865 5,820
支 出 決 定 済 額 1,192 4,191
不 用 額 4,672 1,628

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 255,044 1
（うち産業再生機構出資回収益） （238,833） （―）

経 常 費 用 1,192 4,191
（一 般 管 理 費）

当期利益金（�当期損失金） 253,851 � 4,190
（損 失 金 の 処 理）

翌事業年度に繰越欠損金として整理 ― 4,190
（ 繰 越 欠 損 金 17,948 13,757 ）

（注 2） 株式会社産業再生機構は所定の業務がすべて終了したため、19年 3月 15日に株式会社産業再
生機構法第 43条の規定に基づき解散した。

キ 金融機能強化勘定

�
�
�

	


�

この勘定は、金融機関等又は組織再編成金融機関等の株式等の引受け等（資本増強）を行う協定銀

行に対する資金の貸付け等に関する経理を行うものである。
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� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（収 入）

収 入 決 定 済 額 75,112,768 58,032,808

（支 出）

支 出 予 算 現 額 2,076,009,299 2,708,342,540

支 出 決 定 済 額 75,099,943 58,136,167

不 用 額 2,000,909,355 2,650,206,372

不用額の主なものは、協定銀行貸付金（支出予算現額 2兆 0006億円）の 1兆 9630億円及び借入返済金

（同 747億円）の 375億円である。

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 571,804
（343,980）
（227,048）

335,511
（103,155）
（231,966）

（うち協定銀行貸付金利息収入）
（うち協定銀行納付金収入）

経 常 費 用 460,359
（343,427）
（82,212）

146,355
（110,892）

（―）
（う ち 事 業 外 費 用）
（うち協定銀行損失補填金）

当 期 利 益 金 111,445 189,156

（利 益 金 の 処 理）

翌事業年度に積立金として整理 111,445 189,156

（ 積 立 金 446,340 257,184 ）

� 借 入 金

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

借 入 金 残 高 46,200,000 46,200,000
（市 中 金 融 機 関）

なお、この機構について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「金融システムの安定化のために実施された

公的資金による金融機関に対する資本増強措置の実施状況及び公的資金の返済状況等並びに預金保険機

構の財務の状況について」（1135ページ参照）を掲記した。

� 金融機関の資本の増強のために使用された公的資金の状況

機構では、預金保険法、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律（平成 10年法律第 143

号）等に基づき、直接又は協定銀行に委託して金融機関等の資本増強に関する業務を行っており、10年

3月から 18年 12月までに、37金融機関（資本増強時の金融機関数）に対し計 12兆 4274億余円に及ぶ

公的資金（政府保証を付して資金の借入れ又は債券の発行により調達した資金）を使用して資本増強を実

施した。

このうち、19事業年度末現在までに計 8兆 9967億余円が返済され、同事業年度末における未返済残

高は 13金融機関（現在の金融機関数）で計 3兆 4306億余円となっている。

これらの状況を金融機関別に整理して示すと、次表のとおりとなっている。
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表 公的資金による資本増強の対象とされた金融機関（平成 19事業年度末現在） （単位：億円）

No. 金 融 機 関 名 資本増強時金融機関名 実 施 年 月 資本増強額 返 済 額 残 高

1 ㈱りそなホールディン

グス

注�

�旧㈱大和銀行

平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 4,080 2,446 1,633

�㈱りそな銀行 平成 15年 6月 19,600 27 19,572

�旧㈱あさひ銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 5,000 3,430 1,569

�㈱近畿大阪銀行 平成 13年 4月 600 ― 600

計 31,280 7,904 23,375

2 中央三井トラスト・

ホールディングス㈱（平

成 19年 9月 30日 以 前
は三井トラスト・ホー

ルディングス㈱）

�旧三井信託銀行㈱ 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 4,002 1,870 2,132

�旧中央信託銀行㈱ 平成 10年 3月 600 600 ―

平成 11年 3月 1,500 ― 1,500

計 7,102 3,470 3,632

3 ㈱新生銀行 �旧㈱日本長期信用
銀行

平成 10年 3月 1,766 466 1,300

平成 12年 3月 2,400 1,200 1,200

計 4,166 1,666 2,500

4 ㈱あおぞら銀行 	旧㈱日本債券信用
銀行

平成 10年 3月 600 ― 600

平成 12年 10月 2,600 1,047 1,552

計 3,200 1,047 2,152

5 ㈱ほくほくフィナン

シャルグループ


㈱北陸銀行 平成 10年 3月 200 200 ―

平成 11年 9月 750 350 400

�㈱北海道銀行 平成 12年 3月 450 ― 450

計 1,400 550 850

6 �㈱千葉興業銀行 平成 12年 9月 600 ― 600

7 ㈱西日本シティ銀行 旧㈱福岡シティ銀行 平成 14年 1月 700 350 350

8 �㈱紀陽ホールディングス 平成 18年 11月 315 ― 315

9 �㈱東日本銀行 平成 13年 3月 200 ― 200

10 �㈱岐阜銀行 平成 13年 4月 120 ― 120

11 �㈱豊和銀行 平成 18年 12月 90 ― 90

12 �㈱琉球銀行 平成 11年 9月 400 340 60

13 �㈱関東つくば銀行 平成 15年 9月 60 ― 60

14 ㈱みずほフィナンシャ

ルグループ

�旧㈱第一勧業銀行 平成 10年 3月 990 990 ―

平成 11年 3月 9,000 9,000 ―

�旧㈱富士銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 10,000 10,000 ―

�旧㈱日本興業銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 6,000 6,000 ―

�旧安田信託銀行㈱ 平成 10年 3月 1,500 1,500 ―

計 29,490 29,490 ―
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（単位：億円）

No. 金 融 機 関 名 資本増強時金融機関名 実 施 年 月 資本増強額 返 済 額 残 高

15 ㈱ 三 菱 UFJフ ィ ナ ン
シャル・グループ

�旧㈱三和銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 7,000 7,000 ―

�旧㈱東海銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 6,000 6,000 ―

�旧東洋信託銀行㈱ 平成 10年 3月 500 500 ―

平成 11年 3月 2,000 2,000 ―

�旧三菱信託銀行㈱ 平成 10年 3月 500 500 ―

平成 11年 3月 3,000 3,000 ―

�旧㈱東京三菱銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

計 22,000 22,000 ―

16 ㈱三井住友フィナン

シャルグループ

�旧㈱さくら銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 8,000 8,000 ―

�旧㈱住友銀行 平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 5,010 5,010 ―

計 15,010 15,010 ―

17
	住友信託銀行㈱

平成 10年 3月 1,000 1,000 ―

平成 11年 3月 2,000 2,000 ―

計 3,000 3,000 ―

18

㈱横浜銀行

平成 10年 3月 200 200 ―

平成 11年 3月 2,000 2,000 ―

計 2,200 2,200 ―

19 ㈱あしぎんフィナン

シャルグループ
注�

�㈱足利銀行 平成 10年 3月 300 300 ―

平成 11年 9月 750 750 ―

平成 11年 11月 300 300 ―

計 1,350 1,350 ―

20 ㈱もみじホールディングス 旧㈱広島総合銀行 平成 11年 9月 400 400 ―

21 �㈱八千代銀行 平成 12年 9月 350 350 ―

22 �㈱熊本ファミリー銀行 平成 12年 2月 300 300 ―

23 ㈱九州親和ホールディングス
注� �旧㈱九州銀行 平成 14年 3月 300 300 ―

24 �㈱関西さわやか銀行 平成 13年 3月 120 120 ―

25 �㈱和歌山銀行 平成 14年 1月 120 120 ―

合 計 124,274 89,967 34,306

注� 旧㈱大和銀行は合併等により㈱りそな銀行となったが、旧㈱大和銀行が存続会社であることから㈱りそな銀

行と同一法人として整理している。

注� ㈱あしぎんフィナンシャルグループは、子会社の㈱足利銀行が 15年 11月 29日に特別危機管理銀行になった
ことにより、会社更生手続を経て 17年 12月 26日に解散した。

注� ㈱九州親和ホールディングスは、子会社の㈱親和銀行（旧㈱九州銀行）が別の銀行持株会社の完全子会社とし

て経営統合されることに伴い 19年 8月 29日に解散した。
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（ 7） 日本郵政公社

この公社は、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の

決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務、当該業務を行うための施設その他の経営

資源を活用して行う国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資する業務等を総合的かつ効率的

に行うことを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度
（注 1）

末現在で 1兆 2688億

0787万余円（全額国の出資）となっている。

なお、同公社は、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）の規定により 19年 10月 1日に解散し、その一

切の権利及び義務は日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、

株式会社かんぽ生命保険及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ承継した。

同公社の 19事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険

業務別の貸借対照表、損益計算書、郵便貯金資金の運用資産、簡易生命保険資金の運用資産及び主な業

務実績は次のとおりである。

（注 1 ） 同公社の 19事業年度は、19年 4月 1日から同年 9月 30日までである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 338,456,824,943
（254,800,063,564）
（38,858,500,000）

349,818,485,085
（249,235,118,865）
（52,243,500,000）

（う ち 有 価 証 券）
（う ち 預 託 金）

負 債 330,775,392,400
（180,064,175,085）
（111,936,937,010）

339,685,974,443
（185,822,575,851）
（113,108,840,761）

（う ち 郵 便 貯 金）
（うち保険契約準備金）

資 本 7,681,432,543
（1,268,807,877）
（5,010,841,096）

10,132,510,642
（1,268,807,877）
（6,415,420,493）

（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 9,921,643,631 19,604,064,589
（うち簡易生命保険業務収益） （7,318,295,771） （14,668,582,008）
経 常 費 用 8,713,808,641 18,304,699,142
（う ち 業 務 費） （7,423,419,192） （15,640,070,334）
経 常 利 益 1,207,834,990 1,299,365,447
特 別 利 益 20,569,136 27,459,090
特 別 損 失 1,579,238,157 206,836,549
契約者配当準備金繰入額 91,168,477 177,420,915
当期純利益（�当期純損失） � 442,002,508 942,567,072
当期未処分利益（�当期未処理損失） � 442,002,508 942,567,072

（利益の処分（�損失の処理））
積立金（�積立金取崩額） � 442,002,508 942,567,072

なお、特別損失の主なものは、整理資源負担金等一括処理額
（注 2）

の 1兆 4195億 7897万余円及び価格変動

準備金繰入額の 460億 3714万余円である。

（注 2） 整理資源負担金等一括処理額 整理資源、恩給負担金及び公務災害補償年金に係る当期首時点の

要引当額を、一括計上することにより発生した損失
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ア 郵 便 業 務

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 2,076,473,275
（1,024,985,955）

2,245,364,283
（982,340,287）（う ち 建 物）

負 債 3,410,156,029
（2,080,894,743）

2,764,366,776
（1,362,171,447）（うち退職給付引当金）

資 本 � 1,333,682,754
（� 755,462,722）

� 519,002,492
（59,217,538）（う ち 利 益 剰 余 金）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

営 業 収 益 854,481,918 1,913,444,661

営 業 原 価 833,154,821 1,785,994,865

営 業 総 利 益 21,327,096 127,449,796

販売費及び一般管理費 53,655,077 99,460,500

営業利益（�営業損失） � 32,327,980 27,989,296

営 業 外 収 益 4,656,449 8,179,805

営 業 外 費 用 4,594,154 7,313,031

経常利益（�経常損失） � 32,265,685 28,856,069

特 別 利 益 1,868,948 6,023,450

特 別 損 失 784,283,524 33,006,380

当期純利益（�当期純損失） � 814,680,261 1,873,140

なお、特別損失の主なものは、整理資源負担金等一括処理額の 7390億 2024万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

普通通常郵便物取扱数 9,117,961千通 21,711,599千通

特殊通常郵便物取扱数 288,216千通 572,567千通

小 包 郵 便 物 取 扱 数 1,180,352千個 2,317,414千個

イ 郵便貯金業務

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 222,515,789,667
（155,210,921,413）
（38,858,500,000）

231,628,239,578
（146,721,107,248）
（52,243,500,000）

（う ち 国 債）
（う ち 預 託 金）

負 債 214,929,905,423
（113,886,536,535）

223,213,756,872
（119,894,046,986）（うち定額郵便貯金）

資 本 7,585,884,243
（5,766,303,818）

8,414,482,706
（6,356,202,955）（う ち 利 益 剰 余 金）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 1,771,539,336
（879,746,317）

3,058,909,038
（1,490,178,827）（うち有価証券利息）

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

954,458,904
（245,055,985）

2,081,530,186
（619,326,333）

経 常 利 益 817,080,432 977,378,851
特 別 利 益 8,379,425 12,802,093
特 別 損 失 452,782,104 49,487,013
当 期 純 利 益 372,677,753 940,693,931

なお、特別損失の主なものは、整理資源負担金等一括処理額の 4112億 4010万余円である。
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� 郵便貯金資金の運用資産

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

郵便貯金資金現在額 180,440,935,944 185,097,796,485

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

郵 便 貯 金 現 在 高 180,909,927,005 186,969,153,053

ウ 簡易生命保険業務

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 114,925,328,828
（67,219,389,610）

116,611,301,752
（65,437,303,998）（う ち 国 債）

負 債 113,496,097,773
（107,658,249,719）

114,374,271,322
（108,717,697,417）（う ち 責 任 準 備 金）

資 本 1,429,231,054 2,237,030,429

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 7,336,214,374
（4,570,205,683）

14,726,107,285
（9,245,093,341）（う ち 保 険 料 収 入）

経 常 費 用 6,895,729,031
（6,580,234,820）

14,431,944,096
（13,536,888,580）（うち保険金等支払金）

経 常 利 益 440,485,343 294,163,188
特 別 利 益 10,370,404 10,951,560
特 別 損 失 359,687,270 127,693,833
契約者配当準備金繰入額 91,168,477 177,420,915

なお、特別損失の主なものは、整理資源負担金等一括処理額の 2693億 1862万余円、価格変動準備金

繰入額の 460億 3714万余円及び減損損失の 242億 6891万余円である。

� 簡易生命保険資金の運用資産

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

簡易生命保険資金現在額 111,632,628,677 112,185,951,030

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（保 険）

簡易生命保険契約の年度
末保有契約

件 数 55,179千件 56,963千件
保 険 金 額 152,298,879,249千円 157,115,027,339千円

同 新 規 契 約 件 数 1,197千件 2,380千件
保 険 金 額 3,551,775,383千円 6,904,102,852千円

（年 金 保 険）

簡易生命保険契約の年度
末保有契約

件 数 6,562千件 6,741千件
年 金 額 2,404,504,765千円 2,459,332,175千円

同 新 規 契 約 件 数 137千件 270千件
年 金 額 53,621,375千円 101,534,915千円

なお、この公社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「職員の不正行為による損害が

生じたもの」（769ページ参照）を掲記した。
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（ 8） 東京地下鉄株式会社

この会社は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれ

に附帯する事業を経営することを目的として設立されているもので、19事業年度末現在の資本金は 581

億円（うち国の出資 310億 3431万余円）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 1,279,668,781
（976,260,449）

1,275,352,223
（990,278,786）（うち鉄道事業固定資産）

負 債 1,014,385,774 1,048,029,254
純 資 産 265,283,006

（58,100,000）
（62,167,000）

227,322,969
（58,100,000）
（62,167,000）

（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 340,911,681 333,023,538
（うち鉄道事業営業収益） （330,194,242） （320,204,922）
経 常 費 用 264,840,880 265,145,085
（うち鉄道事業営業費） （237,547,822） （234,840,342）
経 常 利 益 76,070,801 67,878,452
特 別 利 益 6,347,343 16,571,900
特 別 損 失 6,558,557 4,917,402
法人税、住民税及び事業
税

22,300,000 22,600,000

法 人 税 等 調 整 額 8,607,918 4,735,043
当 期 純 利 益 44,951,669 52,197,907
当 期 未 処 分 利 益 18,368,584 29,937,147

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 52,219,011 29,958,251
特別償却準備金の積立 � 47,223 � 47,521
特別償却準備金の取崩 32,029 55,773
別 途 積 立 金 の 積 立 � 11,381,390 � 29,945,399
剰 余 金 の 配 当 � 6,972,000 ―

当 期 純 利 益 44,951,669 52,197,907
（当 期 変 動 額 合 計） 26,583,084 22,260,760
繰越利益剰余金（当期末残高） 78,802,096 52,219,011

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（年度末営業キロ程）

鉄 道 183.2� 183.2�
（年間旅客鉄道事業輸送実
績）

輸 送 人 員 2,276百万人 2,153百万人
輸 送 人 キ ロ 18,024百万人キロ 16,938百万人キロ

（年度末車両保有数）

電 車 2,653両 2,533両

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別検査の結果」に「駅改良工事における土留壁に

使用する土留仮設鋼材の材料費の積算を適切なものとするよう改善させたもの」（772ページ参照）を、

「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資

本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945

ページ参照）を掲記した。
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（ 9） 成田国際空港株式会社

この会社は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うことなどにより、航空輸送の利用者の利便

の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強

化に寄与することを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1000億

円（全額国の出資）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 948,156,029
（335,163,841）
（268,388,837）

965,573,585
（350,221,288）
（267,341,968）

（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

負 債 741,846,731
（448,304,960）
（207,267,800）

764,746,722
（452,768,872）
（221,733,900）

（う ち 社 債）
（う ち 長 期 借 入 金）

純 資 産 206,309,297
（100,000,000）
（52,000,000）

200,826,863
（100,000,000）
（52,000,000）

（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 163,265,393
（52,336,365）

160,418,641
（53,266,435）（うち空港使用料収入）

経 常 費 用 144,186,315
（115,751,131）

139,350,479
（110,579,082）（う ち 営 業 原 価）

経 常 利 益 19,079,077 21,068,161
特 別 利 益 101,627 228,078
特 別 損 失 3,756,148 3,740,608
法人税、住民税及び事業
税

4,723,310 6,805,768

過年度法人税、住民税及
び事業税

514,307 ―

法 人 税 等 調 整 額 1,610,504 437,553
当 期 純 利 益 8,576,434 10,312,310

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 10,226,841 14,153,012
剰 余 金 の 配 当 � 3,094,000 � 2,000,000
圧縮記帳積立金の積立て ― � 85,469
別途積立金の積立て � 7,132,841 � 12,153,012
当 期 純 利 益 8,576,434 10,312,310
（変 動 額 合 計） � 1,650,407 � 3,926,170
繰越利益剰余金（当期末残高） 8,576,434 10,226,841

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
空港の供用 航空機発着回数 194,115回 190,636回

航 空 旅 客 数 35,388,987人 35,335,610人
航空貨物取扱数量 2,224,077ｔ 2,220,481ｔ
航空燃料供給量 5,622,869� 5,698,370�

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「無償で貸し付けている土地の

貸付契約について、借受者と有償化に向けた協議を行い、社内規程に適合したものとするよう適宜の処

置を要求したもの」（775ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要

請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る

違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

第
6
章

第
2
節

第
7

2

事
業
団
等

（
9
）

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社

― 1375―



（10） 東日本高速道路株式会社、（11） 中日本高速道路株式会社、（12） 西日本高速道路株式会社

これらの会社は、各会社ごとに定められた区域内の高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理

を効率的に行うことなどにより、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の

向上に寄与することを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で東日

本高速道路株式会社 525億円、中日本高速道路株式会社 650億円、西日本高速道路株式会社 475億円

（各会社とも全額国の出資）となっている。

各会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

東日本高速道路株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 719,233,248 678,129,876
（うち仕掛道路資産） （302,258,925） （277,109,484）
負 債 589,918,877 553,115,636
（うち道路建設関係社債） （224,447,994） （164,657,166）
�
�
うち道路建設関係長期
借入金

�
�

（97,700,000） （120,451,000）

純 資 産 129,314,370 125,014,239
（う ち 資 本 金） （52,500,000） （52,500,000）
（う ち 資 本 剰 余 金） （58,793,635） （58,793,635）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 927,360,994 854,453,437
（う ち 料 金 収 入） （705,100,353） （708,948,938）
経 常 費 用 919,843,790 840,950,566
（うち道路資産賃借料） （532,254,422） （526,849,081）
経 常 利 益 7,517,204 13,502,871
特 別 利 益 347,136 469,758
特 別 損 失 294,210 890,705
法人税、住民税及び事業
税

3,270,000 5,580,000

当 期 純 利 益 4,300,130 7,501,925

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 8,135,071 6,218,679
別途積立金の積立て � 6,268,654 � 5,585,533
当 期 純 利 益 4,300,130 7,501,925
（変 動 額 合 計） � 1,968,523 1,916,392
繰越利益剰余金（当期末残高） 6,166,548 8,135,071

	 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）

供 用 41路線 3,447� 42路線 3,390�
建 設 11路線 414� 12路線 484�

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「高機能舗装工事における排水

桝の改良及び突起型路面標示の設置について、標準的な仕様及びこの仕様を反映した積算の基準を定め

ることにより、適切かつ経済的に実施するよう改善させたもの」（778ページ参照）及び「職員の不正行為

による損害が生じたもの」（784ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの

検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等

に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。
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中日本高速道路株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 1,183,161,075 980,299,708
（うち仕掛道路資産） （775,462,584） （583,014,312）
負 債 1,015,570,639 823,069,976
（うち道路建設関係社債） （433,814,238） （264,289,136）
�
�
うち道路建設関係長期
借入金

�
�

（352,646,000） （328,497,000）

純 資 産 167,590,435 157,229,731
（う ち 資 本 金） （65,000,000） （65,000,000）
（う ち 資 本 剰 余 金） （71,650,292） （71,650,292）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 726,986,525 673,970,846
（う ち 料 金 収 入） （604,342,180） （610,341,446）
経 常 費 用 710,547,172 659,871,101
（うち道路資産賃借料） （466,497,399） （465,802,777）
経 常 利 益 16,439,352 14,099,745
特 別 利 益 447,050 532,291
特 別 損 失 46,840 820,388
法人税、住民税及び事業
税

7,170,000 5,780,000

法 人 税 等 調 整 額 � 691,141 20,002
当 期 純 利 益 10,360,704 8,011,645

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 8,011,645 12,567,792
高速道路事業積立金の積
立て

� 6,174,183 � 11,084,890

別途積立金の積立て � 1,837,461 � 1,482,902
当 期 純 利 益 10,360,704 8,011,645
（変 動 額 合 計） 2,349,058 � 4,556,147
繰越利益剰余金（当期末残高） 10,360,704 8,011,645

	 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）

供 用 23路線 1,714� 22路線 1,693�
建 設 9路線 455� 9路線 478�

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「高機能舗装工事における排水

桝の改良及び突起型路面標示の設置について、標準的な仕様及びこの仕様を反映した積算の基準を定め

ることにより、適切かつ経済的に実施するよう改善させたもの」（778ページ参照）を、「第 4章 国会及

び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以

上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲

記した。

西日本高速道路株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 609,400,759 596,078,903
（うち仕掛道路資産） （229,524,144） （217,272,128）
負 債 480,906,280 473,071,754
（うち道路建設関係社債） （206,244,466） （144,620,162）
�
�
うち道路建設関係長期
借入金

�
�

（43,000,000） （82,316,000）

純 資 産 128,494,479 123,007,148
（う ち 資 本 金） （47,500,000） （47,500,000）
（う ち 資 本 剰 余 金） （55,497,524） （55,497,524）
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 904,823,425 775,311,410
（う ち 料 金 収 入） （655,453,233） （663,791,016）
経 常 費 用 897,099,456 759,526,923
（うち道路資産賃借料） （491,273,759） （491,795,979）
経 常 利 益 7,723,969 15,784,487
特 別 利 益 1,552,913 1,322,253
特 別 損 失 639,188 1,042,788
法人税、住民税及び事業
税

3,270,000 6,300,000

法 人 税 等 調 整 額 � 119,636 � 210,000
当 期 純 利 益 5,487,330 9,973,951

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 10,729,558 10,035,672
別途積立金の積立て � 8,171,404 � 9,280,064
当 期 純 利 益 5,487,330 9,973,951
（変 動 額 合 計） � 2,684,073 693,886
繰越利益剰余金（当期末残高） 8,045,485 10,729,558

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）

供 用 50路線 3,293� 49路線 3,258�
建 設 9路線 240� 10路線 276�

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「高機能舗装工事における排水

桝の改良及び突起型路面標示の設置について、標準的な仕様及びこの仕様を反映した積算の基準を定め

ることにより、適切かつ経済的に実施するよう改善させたもの」（778ページ参照）を、「第 4章 国会及

び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以

上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲

記した。

（13） 本州四国連絡高速道路株式会社

この会社は、本州と四国を連絡する自動車専用道路等の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率

的に行うことなどにより、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に

寄与することを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 40億円（う

ち国の出資 26億 6522万円）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 41,006,126 40,115,119
�
�
うち高速道路事業固定
資産

�
	

（9,225,187） （9,048,067）

負 債 29,944,389 29,925,678
�
�
うち道路建設関係長期
借入金

�
	

（2,058,000） （1,850,000）

純 資 産 11,061,737 10,189,440
（う ち 資 本 金） （4,000,000） （4,000,000）
（う ち 資 本 剰 余 金） （4,000,000） （4,000,000）

第
6
章

第
2
節

第
7

2

事
業
団
等

（
13
）

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社

― 1378―



� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 84,731,048 80,315,634
（う ち 料 金 収 入） （77,095,242） （77,535,135）
経 常 費 用 82,871,547 77,775,335
（うち道路資産賃借料） （57,435,984） （57,812,871）
経 常 利 益 1,859,500 2,540,298
特 別 損 失 140,612 230,747
法人税、住民税及び事業
税

846,591 1,087,741

当 期 純 利 益 872,296 1,221,809

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 1,252,612 967,631
別途積立金の積立て � 1,153,177 � 936,828
当 期 純 利 益 872,296 1,221,809
（変 動 額 合 計） � 280,880 284,981
繰越利益剰余金（当期末残高） 971,731 1,252,612

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）

供 用 3路線 172� 3路線 172�

なお、この会社について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（14） 日本郵政株式会社

この会社は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社

の経営管理を行うことなどを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在

で 3兆 5000億円（全額国の出資）となっている。

なお、同会社は、19年 10月 1日に、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）に規定する承継計画におい

て定められた業務等を解散した日本郵政公社から承継したものである。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 9,705,592,327 301,532,610
（うち関係会社株式） （9,194,774,335） （200,000）
（う ち 未 収 入 金） （271,699,514） （―）

負 債 1,659,040,986 1,177,470
（うち退職給付引当金） （1,321,456,653） （18,537）
（うち未払法人税等） （249,446,902） （290,820）
純 資 産 8,046,551,340 300,355,139
（う ち 資 本 金） （3,500,000,000） （150,000,000）
（う ち 資 本 剰 余 金） （4,503,856,095） （150,000,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 137,175,133 4,830,111
（うち貯金旧勘定交付金） （51,185,646） （―）

経 常 費 用 99,350,793 4,443,744
（うち受託業務費用） （36,549,802） （―）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 利 益 37,824,340 386,367
特 別 利 益 62,553 ―

特 別 損 失 785,580 466
法人税、住民税及び事業
税

� 7,230,667 321,590

法 人 税 等 調 整 額 1,733,486 76,564
当期純利益（�当期純損失） 42,598,494 � 12,253

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 96,750 109,003
当期純利益（�当期純損失） 42,598,494 � 12,253
社 会・地 域 貢 献 基 金 � 4,259,849 ―

（変 動 額 合 計） 38,338,645 � 12,253
繰越利益剰余金（当期末残高） 38,435,395 96,750

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
関係会社受入手数料 会 社 数 5社

金 額 13,443,953千円
受 託 業 務 収 益 37,113,801千円

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に、「パーソナルコンピュータ用

ソフトウェアの使用権の購入に係る契約条件等を把握することなどにより、経済的な購入を行える体制

の整備を図るよう是正改善の処置を求めたもの」（785ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する

報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資してい

る法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

［ 3］ 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

国が資本金の 2分の 1以上を出資している独立行政法人及び国立大学法人等のうち、独立行政法人 38

及び国立大学法人 6の平成 19年度決算についてみると、次のとおりである。

（独立行政法人）

（ 1） 独立行政法人情報通信研究機構

この独立行政法人は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究・開発、高度通信・放送

研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことによ

り、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通及び電波の公平かつ能率的な利用の確保・増進に資す

ることを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1713億 3682万余

円（うち国の出資 1680億 5146万余円）となっている。

同法人の会計は、一般、基盤技術研究促進、債務保証、出資、通信・放送承継及び衛星管制債務償還

の 6勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業

務実績は次のとおりである。
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ア 一 般 勘 定

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

134,151,588
（19,828,798）
（36,310,306）

135,774,877
（20,230,140）
（36,310,306）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

51,306,357
（4,930,478）
（11,996,092）
（19,538,337）

48,394,782
（2,837,309）
（14,368,311）
（21,409,284）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

82,845,231
（85,104,064）

（注 2）
（� 5,402,360）
（3,143,528）

87,380,094
（85,104,064）

（� 2,652,016）
（4,928,046）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴
い、19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。

（注 2） 損益外減価償却累計額�20,678,561千円及び損益外減損損失累計額�662,610千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 業 務 費）

43,719,793
（33,323,373）

48,135,588
（34,584,131）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

42,034,398
（28,919,527）
（5,591,486）

45,279,734
（29,857,438）
（6,574,315）

経 常 損 失 1,685,395 2,855,853
臨 時 損 失 1,052,592 2,558,130
臨 時 利 益 983,217 253,903
当 期 純 損 失 1,784,518 5,186,927
当 期 総 利 益 54,763 523,985

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 54,763 523,985
（利 益 処 分 額）

積 立 金 48,651 523,985
独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けようと
する額

広報・知財・環境積立
金

6,112 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

新世代ネットワーク構築
技術の研究開発等

14,576,717 17,247,755

大学や民間企業を結集し
た研究プロジェクトの推
進等

13,753,518 15,047,890

イ 基盤技術研究促進勘定

�
�
�

	


�

この勘定は、基盤技術研究の委託及びジャパントラストによる海外研究者の招へいに関する経理

を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券）

8,070,074
（6,608,503）

8,333,492
（6,607,029）

負 債
（う ち 未 払 金）

1,181,818
（1,174,289）

1,497,290
（1,489,880）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

6,888,255
（58,731,000）

（� 51,842,744）

6,836,201
（54,891,000）

（� 48,054,798）
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
�
�
うち民間基盤技術研究
促進業務費

�
�

4,124,590
（4,095,448）

4,635,726
（4,605,647）

経 常 収 益
（う ち 事 業 収 入）
（う ち 財 務 収 益）

472,163
（45,595）
（220,873）

963,059
（17,823）
（220,867）

経 常 損 失 3,652,427 3,672,667
臨 時 損 失 308,992 ―

臨 時 利 益 173,540 ―

当 期 純 損 失 3,787,946 3,672,731
当 期 総 損 失 3,787,946 3,672,731

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 3,787,946 3,672,731
前 期 繰 越 欠 損 金 48,054,798 44,382,067

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 51,842,744 48,054,798

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
件 千円 件 千円

民間基盤技術研究促進業
務

継 続 案 件 20 3,771,765 18 3,478,490
新 規 案 件 3 141,049 8 934,114

海外研究者招へい業務 3 5,585 3 4,964

ウ 債務保証勘定

�
	



�
�


この勘定は、特定通信・放送事業に対する支援及び情報通信インフラの高度テレビジョン放送施

設整備事業に対する債務保証に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券）

6,156,047
（5,758,332）

6,075,164
（5,753,356）

負 債 21,605 3,109
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

6,134,441
（3,233,500）
（2,386,650）
（514,291）

6,072,055
（3,233,500）
（2,386,650）
（451,905）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
�
�
うち通信・放送事業支
援業務費

�
�

49,872
（45,386）

54,505
（50,001）

経 常 収 益
（事 業 収 入）

112,271 117,044

経 常 利 益 62,398 62,539
当 期 純 利 益 62,386 62,527
当 期 総 利 益 62,386 62,527

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 62,386 62,527
（利 益 処 分 額）

積 立 金 62,386 62,527
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
事業年度末債務保証残高 事 業 者 1者 ―

保 証 額 112,000千円 ―

保 証 料 収 入 金 額 1,120千円 ―

利 子 補 給 金 の 支 給 件 数 64件 60件
金 額 24,943千円 24,520千円

エ 出 資 勘 定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、民間企業等への出資及び情報通信ベンチャーに対するテレコムベンチャー投資事業

組合による間接出資に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券）
（うち関係会社株式）

2,548,073
（2,123,209）
（380,728）

2,665,561
（1,850,053）
（380,728）

負 債 1,678 128
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

2,546,394
（5,350,000）

（
 2,825,511）

2,665,433
（5,350,000）

（
 2,828,916）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 財 務 費 用）

32,660
（31,046）

84,697
（83,048）

経 常 収 益
（財 務 収 益）

13,548 5,135

経 常 損 失 19,111 79,561
臨 時 利 益 22,517 ―

当期純利益（
当期純損失） 3,404 
79,563
当期総利益（
当期総損失） 3,404 
79,563

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（
当期総損失） 3,404 
79,563
前 期 繰 越 欠 損 金 2,828,916 2,749,353

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 2,825,511 2,828,916

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
事業年度末出資残高 会 社 数 3社 4社

金 額 837,051千円 1,433,489千円

オ 通信・放送承継勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、基盤技術研究促進センターから承継した株式の処分及び貸付債権の管理・回収に関

する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券）

18,879,459
（18,082,381）

19,164,339
（17,642,232）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）

851,862
（408,499）

1,350,913
（788,500）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

18,027,596
（18,918,256）
（
 890,659）

17,813,425
（18,918,256）

（
 1,104,830）
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
�
�
うち通信・放送承継業
務費

�
�

70,254
（40,026）

95,112
（49,905）

経 常 収 益
（う ち 財 務 収 益）

284,447
（252,400）

295,431
（245,520）

経 常 利 益 214,192 200,319
当 期 純 利 益 214,170 200,298
当 期 総 利 益 214,170 200,298

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 214,170 200,298
前 期 繰 越 欠 損 金 1,104,830 1,305,128

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 890,659 1,104,830

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 金 回 収 金 額 322,728千円 607,986千円
事業年度末貸付金残高 件 数 10件 15件

金 額 528,090千円 850,818千円
上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 489,840千円 774,840千円
破 産 更 生 債 権 等 38,250千円 75,978千円

貸 倒 引 当 金 48,696千円 62,484千円
�
�
�

貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により算定した額を、破産更生債権等については

個別に回収可能性を勘案し算定した回収不能見込額を計上している。

�
�
�

カ 衛星管制債務償還勘定

�
	



�
�


この勘定は、衛星管制業務のために借り入れた無利子借入金の管理・返済に関する経理を行うも

のである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券）

1,081,690
（494,791）

1,741,777
（992,404）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）

1,014,867
（338,262）

1,691,321
（1,014,787）

純 資 産
（利 益 剰 余 金）

66,822 50,455

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（一 般 管 理 費）

77 98

経 常 収 益
（財 務 収 益）

16,445 34,327

経 常 利 益 16,367 34,228
当 期 純 利 益 16,367 34,228
当 期 総 利 益 16,367 34,228

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 16,367 34,228
（利 益 処 分 額）

積 立 金 16,367 34,228
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

借 入 金 返 済 676,525 676,525
（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「独立行政法人情報通信研究機

構通信・放送承継勘定における産業投資特別会計からの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をす

るよう意見を表示したもの」（115ページ参照）及び「通信・放送新規事業助成事業の実施に当たり、事業

の一部が低額で実施されていたため、助成対象事業費の精算が過大となっているもの」（792ページ参

照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び

国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等につい

て」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）

を掲記した。

（ 2） 独立行政法人放射線医学総合研究所

この独立行政法人は、放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに

放射線の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、放射線に係る医学に関する

科学技術の水準の向上を図ることを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度

末現在で 336億 4845万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

43,009,994
（16,981,167）
（8,910,000）

42,465,337
（17,132,758）
（8,910,000）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

16,710,106
（1,087,849）
（2,823,756）
（9,755,336）

15,947,827
（1,204,986）
（1,205,219）
（10,569,323）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）

（う ち 利 益 剰 余 金）

26,299,888
（33,648,457）

（注 2）
（� 7,677,087）

（注 3）
（328,518）

26,517,509
（33,648,457）

（� 7,347,854）

（216,906）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴

い、19事業年度からは純資産の区分となった。
（注 2） 損益外減価償却累計額�15,338,381千円及び損益外減損損失累計額�7,506千円が含まれている。
（注 3） 前中期目標期間繰越積立金 10,521千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 業 務 費）

17,702,011
（16,680,317）

16,213,865
（15,248,392）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち臨床医学事業収益）

17,813,278
（11,581,552）
（2,394,218）

16,409,690
（10,530,003）
（2,171,899）

経 常 利 益 111,266 195,824
臨 時 損 失 689,231 231,084
臨 時 利 益 689,578 231,084
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 純 利 益 111,612 195,824
前中期目標期間繰越積立
金取崩額

5,279 5,279

当 期 総 利 益 116,892 201,104
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 116,892 201,104
（利 益 処 分 額）

積 立 金 112,479 189,676
独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けようと
する額（注 4）

研究促進開発等積立金 4,412 11,427
（注 4） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

放射線に関するライフサ
イエンス研究

11,123,373 ―

放射線安全研究 2,307,971 ―

緊急被ばく医療研究 860,218 ―

基盤技術研究及び人材育
成その他業務

2,406,032 ―

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「医療用装置の維持管理に係る

業務の請負契約に当たり、仕様が適切でなかったため、契約額が割高となっているもの」（794ページ参

照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び

国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等につい

て」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）

を掲記した。

（ 3） 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

この独立行政法人は、農業及び食品産業に関する技術上の総合的な試験及び研究等を行うことによ

り、農業及び食品産業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間等において行われる生物系特定産

業技術に関する試験及び研究の促進に関する業務を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資

するほか、近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を行うことにより、農業を担う人材の育成を

図ることを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 3154億 1873万

余円（うち国の出資 3112億 1755万余円）となっている。

同法人の会計は、農業技術研究業務、基礎的研究業務、民間研究促進業務、農業機械化促進業務及び

特例業務の 5勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及

び主な業務実績は次のとおりである。

ア 農業技術研究業務勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、農業及び食品産業に関する多様な専門的知識を活用して行う技術上の総合的な試験

研究等の業務に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

271,760,866
（62,366,756）
（182,329,587）

276,836,565
（65,158,735）
（182,898,287）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

16,332,160
（1,467,374）
（3,512,853）
（10,172,803）

17,281,235
（782,862）
（5,128,968）
（10,270,921）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

255,428,706
（261,512,313）

（注 2）
（� 8,345,972）
（2,262,364）

259,555,330
（261,512,313）

（� 3,890,952）
（1,933,969）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴
い、19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。

（注 2） 損益外減価償却累計額�24,304,120千円及び損益外減損損失累計額�258,484千円が含まれてい
る。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 業 務 費）

50,435,111
（45,388,802）

50,158,378
（45,002,784）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

50,694,830
（38,185,598）
（9,981,609）

50,327,430
（38,068,302）
（8,871,213）

経 常 利 益 259,719 169,051
臨 時 損 失 131,228 110,440
臨 時 利 益 274,792 51,420
当 期 純 利 益 328,395 35,309
当 期 総 利 益 745,317 612,257

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 745,317 612,257
（利 益 処 分 額）

積 立 金 745,317 612,257

� 主な業務実績

食料・農業・農村の動向分析及び農業技術開発の予測と評価

農業の競争力強化と健全な発展に資する研究

食の安全・消費者の信頼確保と健全な食生活の実現に資する研究

美しい国土・豊かな環境と潤いのある国民生活の実現に資する研究

研究活動を支える基盤的研究

イ 基礎的研究業務勘定

�
�
�

	


�

この勘定は、生物系特定産業技術に関する基礎的な試験研究の他への委託等の業務に関する経理

を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち工具器具備品）

2,880,059
（310,804）
（2,208,981）

3,148,053
（108,901）
（2,672,705）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）
�

うちUR対策事業運用
利益金等負債

�
�

2,802,446
（269,141）
（2,256,068）
（250,384）

2,960,567
（58,376）

（2,607,716）
（261,563）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

77,612
（1,506,791）

（注 3）
（� 1,441,727）

（12,548）

187,486
（1,506,791）

（� 1,320,599）
（1,294）

（注 3） 損益外減価償却累計額�238,251千円及び損益外減損損失累計額�444千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

7,180,036
（7,075,868）

7,071,917
（6,950,417）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 事 業 収 益）

7,169,907
（6,351,354）
（1,921）

7,060,937
（6,332,332）
（2,369）

経 常 損 失 10,129 10,980
臨 時 損 失 286,010 8,105
臨 時 利 益 307,788 20,836
当 期 純 利 益 11,253 1,264
当 期 総 利 益 11,253 1,294

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 11,253 1,294
（利 益 処 分 額）

積 立 金 11,253 1,294

� 主な業務実績

新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業

生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業

ウ 民間研究促進業務勘定

�
�
�

�
	



この勘定は、生物系特定産業技術に関する試験研究の政府等以外の者への委託等の業務に関する

経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（うち投資有価証券）

8,301,701
（580,000）
（7,199,399）

8,243,380
（1,330,000）
（6,399,342）

負 債
（う ち 未 払 金）
（う ち 賞 与 引 当 金）

13,145
（2,155）
（9,399）

12,862
（2,372）
（9,204）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）

8,288,555
（8,987,930）

（注 4）
（� 273）

8,230,517
（8,319,930）

（� 273）
（注 4） 損益外減損損失累計額分である。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
�

うち民間委託研究業務
費

�
�

826,580
（714,897）

357,527
（229,547）

経 常 収 益
（うち研究支援事業収入）
（う ち 財 務 収 益）

216,534
（2,544）
（213,919）

268,575
（16,498）
（251,980）

経 常 損 失 610,046 88,952
臨 時 損 失 1 13
臨 時 利 益 244 4
当 期 純 損 失 609,961 89,138
当 期 総 損 失 609,961 89,138
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 609,961 89,138
前 期 繰 越 欠 損 金 89,138 ―

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 699,100 89,138

� 主な業務実績

民間研究促進業務に係る委託事業

民間研究促進を中心とした産学官連携のための事業

エ 農業機械化促進業務勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、農業機械化の促進に資するための農機具の改良に関する試験研究等の業務に関する

経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

15,188,144
（2,027,556）
（10,161,500）

15,290,545
（2,128,626）
（10,161,500）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

673,212
（230,334）
（158,148）
（261,993）

592,459
（121,265）
（225,531）
（226,366）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

14,514,931
（15,298,698）

（注 5）
（
 829,664）
（45,897）

14,698,085
（15,298,698）

（
 629,929）
（29,316）

（注 5） 損益外減価償却累計額
1,326,631千円及び損益外減損損失累計額
718千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 業 務 費）

1,949,448
（1,544,250）

1,875,958
（1,463,926）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

1,969,913
（1,700,545）
（96,627）

1,900,900
（1,684,146）
（65,150）

経 常 利 益 20,465 24,942
臨 時 損 失 2,014 ―

臨 時 利 益 2,339 ―

当 期 純 利 益 16,581 20,732
当 期 総 利 益 17,322 24,835

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 17,322 24,835
（利 益 処 分 額）

積 立 金 17,322 24,835

� 主な業務実績

農業機械・装置等の開発

農業機械の検査、鑑定等

オ 特例業務勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、17年度まで民間研究促進業務勘定にて実施していた出融資事業について、株式の

処分及び貸付債券の管理・回収等の業務に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）

2,421,240
（25,468）

（1,099,279）

2,834,571
（29,033）
（169,939）

負 債
�
�
うち一年以内返済予定
長期借入金

�
�

（う ち 未 払 金）

815,023
（307,600）

（1,111）

1,222,596
（407,600）

（719）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

1,606,216
（28,113,000）
（817,080）

1,611,975
（28,113,000）
（817,080）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
�
�
うち関係会社株式清算
損

�
�

98,357
（31,563）

498,304
（21,632）

経 常 収 益
（うち出融資事業収入）
（う ち 財 務 収 益）

89,182
（28,341）
（36,658）

463,911
（46,880）
（33,073）

臨 時 利 益 3,455 5,942
当 期 純 損 失 5,758 28,463
当 期 総 損 失 5,758 28,463

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 5,758 28,463
前 期 繰 越 欠 損 金 27,318,105 27,289,641

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 27,323,863 27,318,105

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（出 資 事 業）

清算及び株式の売却 会 社 数 6社 7社
金 額 128,909千円 233,485千円

（融 資 事 業）

貸 付 金 回 収 金 額 301,540千円 404,640千円

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「産学官の共同研究を目的とし

た共同研究施設の運営及び共同研究機器の利用に当たり、その実態を十分把握するなどして、共同研究

の推進を図るよう改善の処置を要求したもの」（796ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報

告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している

法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業

務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（ 4） 独立行政法人農業生物資源研究所

この独立行政法人は、生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆

虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業

上の利用に関する技術の向上に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は

19事業年度末現在で 403億 1906万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
4
）

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

― 1390―



� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

43,009,171
（12,749,962）
（23,774,704）

43,402,907
（13,064,635）
（23,780,216）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち長期リース債務）
（うち資産見返負債）

5,298,647
（706,676）
（908,731）
（2,331,611）

5,136,615
（481,426）
（1,147,964）
（2,176,068）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

37,710,524
（40,319,066）

38,266,292
（40,319,066）

（注 2）
（う ち 資 本 剰 余 金） （� 2,983,743） （� 2,444,767）

（注 3）
（う ち 利 益 剰 余 金） （375,201） （391,993）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴

い、19事業年度からは純資産の区分となった。
（注 2） 損益外減価償却累計額�6,191,190千円、損益外固定資産除売却額�2,250,284千円及び損益外減損

損失累計額�4,549千円が含まれている。
（注 3） 前中期目標期間繰越積立金 251,820千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 業 務 費）

12,333,789
（11,301,939）

11,225,841
（10,193,172）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

12,316,624
（6,875,610）
（4,995,535）

11,086,290
（6,665,130）
（3,975,446）

経 常 損 失 17,165 139,551
臨 時 損 失 32,207 140,286
臨 時 利 益 32,580 140,286
当 期 純 損 失 16,792 139,551
前 中 期 目 標 期 間 86,101 193,623
繰 越 積 立 金 取 崩 額

当 期 総 利 益 69,309 54,072
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 69,309 54,072
（利 益 処 分 額）

積 立 金 69,309 54,072

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

アグリバイオリソースの
高度化と活用研究

5,344,140 4,122,235

ゲノム情報と生体情報に
基づく革新的農業生産技
術の研究開発

2,666,922 3,019,952

バイオテクノロジーを活
用した新たな生物産業の
創出を目指した研究開発

1,494,825 1,250,486

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「農林水産生物ゲノム情報統合

データベースシステムの運用支援業務等の労務費の積算に当たり、業務の内容に適合した経済的な積算

を行うよう是正改善の処置を求めたもの」（803ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並

びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人

における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、

財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。
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（ 5） 独立行政法人日本貿易保険

この独立行政法人は、対外取引において生ずる通常の保険によって救済することができない危険を保

険する事業を効率的かつ効果的に行うことを目的として設置されているものである。その資本金は 19

事業年度末現在で 1043億 5232万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）

302,163,949
（212,973,186）

377,995,009
（192,789,347）

（注 1）
（うち保険代位債権等） （239,280,668） （356,172,216）

（注 2）
（う ち 貸 倒 引 当 金） （� 201,815,891） （� 300,462,414）
負 債
（う ち 責 任 準 備 金）
（う ち 預 り 金）

35,350,260
（13,183,667）
（10,485,435）

27,472,771
（12,558,960）

（7,698）
（注 3）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

266,813,689
（104,352,324）
（140,651,545）
（21,809,819）

350,522,237
（104,352,324）
（140,651,545）
（105,518,367）

（注 1） 債務国の債務救済措置を交渉するために設けられた主要先進国会議（パリクラブ）等において債務免

除による債務救済措置が合意されたイラク向け債権を保険代位債権等から除く会計処理を行ったため

減少している。

（注 2） 貸倒引当金は、独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令（平成 13年経済産業省令第 104

号）第 7条第 2項及び附則第 3条第 2項の規定に基づき計上することとされている。
（注 3） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴

い、19事業年度からは純資産の区分となった。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち正味収入保険料）

12,705,829
（9,614,947）

12,519,853
（9,187,471）

経 常 費 用
�
�
うち事業費及び一般管
理費

�
�

11,432,832
（7,985,438）

7,081,249
（6,404,740）

経 常 利 益 1,272,996 5,438,604
特 別 利 益 1,865,561 19,411,851
特 別 損 失 86,847,106 458,731
当期総利益（�当期総損失） � 83,708,547 24,391,723

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 83,708,547 24,391,723
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 24,391,723
積 立 金 取 崩 額 80,933,627 ―

次 期 繰 越 欠 損 金 2,774,920 ―

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
保 険 引 受 件 数 228,672件 251,671件

金 額 9,463,334,203千円 14,615,531,638千円
保 険 金 支 払 件 数 91件 159件

金 額 3,799,649千円 2,431,259千円

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。
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（ 6） 独立行政法人産業技術総合研究所

この独立行政法人は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、

産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギー

の安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的として設置されているものである。その資本金は

19事業年度末現在で 2860億 8612万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

365,820,959
（144,608,973）
（114,447,042）

374,663,644
（151,098,101）
（114,447,042）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

47,438,535
（4,810,338）
（25,760,433）

46,786,660
（5,089,103）
（22,797,029）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

318,382,424
（286,086,122）

327,876,984
（286,086,122）

（注 2）
（う ち 資 本 剰 余 金） （13,269,039） （22,254,178）

（注 3）
（う ち 利 益 剰 余 金） （19,027,261） （19,536,683）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、

19事業年度からは純資産の区分となった。
（注 2） 損益外減価償却累計額�80,098,082千円及び損益外減損損失累計額�237,447千円が含まれている。
（注 3） 前中期目標期間繰越積立金 3,019,506千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 業 務 費）

95,188,796
（82,162,129）

96,673,762
（83,448,208）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 益）

94,644,508
（66,313,397）
（21,712,741）

99,086,728
（65,883,672）
（26,738,893）

経 常 利 益（�経常損失） � 544,287 2,412,966
臨 時 損 失 423,512 390,791
臨 時 利 益 458,378 365,948
当期純利益（�当期純損失） � 509,421 2,388,123
前中期目標期間繰越積立
金取崩額

2,641,178 4,184,745

当 期 総 利 益 2,131,756 6,572,868
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 2,131,756 6,572,868
（利 益 処 分 額）

積 立 金 1,855,515 6,348,141
独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けよう
とする額（注 4）

研究施設等整備積立
金

276,241 224,727

（注 4） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

鉱工業の科学技術に関す
る研究及び開発

61,360,593 60,887,229
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

計量の標準の設定、計量
器の検定、検査、研究及
び開発

7,535,756 7,306,735

地 質 の 調 査 6,859,850 8,595,878

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（ 7） 独立行政法人造幣局

この独立行政法人は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要

な情報の提供を行うことなどにより、通貨制度の安定に寄与すること、勲章、褒章、記章及び金属工芸

品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目

的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 668億 5726万余円（全額国の

出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

112,389,620
（14,725,144）
（45,807,490）

112,002,163
（14,926,539）
（45,807,490）

負 債
（うち退職給付引当金）

29,521,015
（22,601,305）

31,426,566
（23,836,203）

（注）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

82,868,605
（66,857,260）
（223,300）

（15,788,044）

80,575,596
（66,857,260）
（222,167）

（13,496,168）
（注） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、

19事業年度からは純資産の区分となった。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 売 上 高）

28,172,392
（27,487,365）

28,669,362
（28,128,641）

経 常 費 用
（う ち 売 上 原 価）

24,581,195
（17,926,471）

25,983,607
（19,338,320）

経 常 利 益 3,591,196 2,685,754
特 別 利 益 1,075 190,305
特 別 損 失 13,284 16,560
当 期 純 利 益 3,578,988 2,859,499
目 的 積 立 金 取 崩 額 127,698 7,335
当 期 総 利 益 3,706,687 2,866,834

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 3,706,687 2,866,834
（積 立 金 振 替 額）

目 的 積 立 金 4 ―

（利 益 処 分 額）

積 立 金 3,706,691 2,866,834
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貨 幣 の 製 造 1,120,080千枚 1,206,670千枚
勲 章、褒 章 の 製 造 27千個 30千個
金 属 工 芸 品 の 製 造 88千個 58千個
記 念 貨 幣 等 の 販 売 757千セット 1,167千セット

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「宿舎、庁舎分室等の建物及び

これらに係る用地について、利用状況を考慮するなどして保有の必要性を検討するとともに、不要な資

産の確実な国庫返納に備えるよう改善の処置を要求したもの」（807ページ参照）を、「第 4章 国会及び

内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上

を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独

立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（ 8） 独立行政法人国立印刷局

この独立行政法人は、日本銀行券の製造を行うことなどにより、通貨制度の安定に寄与すること、官

報及び法令全書等の刊行物の編集、印刷等を行うことなどにより公共上の見地から行われることが適当

な情報の提供を図るとともに、印紙、郵便切手等の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行

うことなどによりその確実な提供を図ることを目的として設置されているものである。その資本金は

19事業年度末現在で 3008億 0025万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

452,329,920
（39,170,077）
（190,112,883）

442,476,294
（40,255,556）
（192,712,431）

負 債
（うち退職給付引当金）

111,153,445
（93,454,379）

113,550,860
（97,839,011）

（注）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

341,176,474
（300,800,250）
（40,549,021）

328,925,433
（300,800,250）
（28,125,182）

（注） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 売 上 高）

81,949,963
（76,386,619）

85,785,198
（80,499,568）

経 常 費 用
（う ち 売 上 原 価）

71,874,263
（58,282,682）

78,190,934
（63,435,274）

経 常 利 益 10,075,699 7,594,264
特 別 利 益 2,364,203 1,462,499
特 別 損 失 16,064 451,301
当 期 純 利 益 12,423,838 8,605,462
当 期 総 利 益 12,423,838 8,605,462

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 12,423,838 8,605,462
（利 益 処 分 額）

積 立 金 12,423,838 8,605,462
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
日 本 銀 行 券 の 売 上 3,300,000千枚 3,500,000千枚
郵 便 切 手 の 売 上 3,289,676千枚 3,181,962千枚
旅 券 冊 子 の 売 上 4,686千冊 5,093千冊

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「インキ用材料の購入契約につ

いて、製造会社と直接契約することにより、購入価額の節減を図るよう改善させたもの」（813ページ参

照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び

国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等につい

て」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）

を掲記した。

（ 9） 独立行政法人農畜産業振興機構

この独立行政法人は、主要な畜産物の価格の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及び

でん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業につい

てその経費を補助する業務を行うほか、あわせて生糸の輸入に係る調整等に必要な業務を行い、もって

農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的として設置さ

れているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 359億 8991万余円（全額国の出資）となってい

る。

同法人の会計は、畜産、野菜、砂糖、でん粉、生糸、補給金等、肉用子牛及び債務保証の 8勘定に区

分して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次の

とおりである。このうち、でん粉勘定は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和 40年法律第 109

号）の改正により、同法人が 19年 4月 1日から輸入に係る指定でん粉等の売買業務、でん粉原料用いも

交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付業務等を新たに行うこととなり、これに関する経理を行うた

めに設けられたものである。

ア 畜 産 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、国内産の指定乳製品及び指定食肉の売買保管業務等並びに国内産牛乳の学校給食用

供給事業に対する補助業務及び畜産業振興事業に対する補助業務等に関する経理を行うものであ

る。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

267,320,332
（227,905,959）
（29,290,655）

229,127,605
（189,391,999）
（29,949,710）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 調 整 資 金）
（うち畜産業振興資金）

232,916,764
（―）

（143,735,696）
（82,334,546）

195,017,533
（425,262）

（134,149,980）
（53,330,557）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

34,403,567
（29,966,262）
（4,437,305）

34,110,072
（29,966,262）
（4,143,809）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

115,091,584
（81,575,620）

60,052,492
（55,377,177）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

74,841,498
（664,445）

（71,918,051）

49,768,565
（457,267）

（48,193,338）
経 常 損 失 40,250,086 10,283,926
臨 時 損 失 257 537,118
臨 時 利 益 40,543,839 10,771,233
当期純利益（�当期純損失） 293,495 � 49,811
当期総利益（�当期総損失） 293,495 � 49,811

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 293,495 � 49,811
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 293,495 ―

積 立 金 取 崩 額 ― 49,811

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
畜産業振興事業に対する
補助

33事業項目 34事業項目
78,915,947千円 52,659,216千円

学校給食用牛乳供給事業
に対する補助に係る供給
実績

384,487� 386,529�

イ 野 菜 勘 定

����

�		


この勘定は、指定野菜生産者補給交付金及び契約指定野菜生産者補給交付金の交付業務等並びに

野菜農業振興事業に対する補助業務等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

93,956,685
（15,685,128）
（71,278,529）

94,976,319
（7,309,118）
（75,832,774）

負 債 93,544,882
（82,475,455）

（10,258,100）

94,564,516
（83,987,670）

（9,677,689）

�
�
うち野菜生産出荷安定
資金

�


（うち野菜農業振興資金）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

411,802
（293,139）
（118,663）

411,802
（293,139）
（118,663）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

20,999,557
（20,639,906）

16,952,475
（16,562,395）

経 常 収 益
（うち補助金等収益）
（う ち 財 務 収 益）

20,997,578
（19,502,779）
（1,491,788）

16,931,015
（15,317,941）
（1,607,459）

経 常 損 失 1,979 21,459
臨 時 利 益 1,979 21,459
当 期 純 利 益 ― ―

当 期 総 利 益 ― ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
指定野菜生産者補給交付
金の交付

18,834,187千円 14,073,709千円
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
野菜農業振興事業に対す
る補助

2事業項目 2事業項目
395,418千円 532,273千円

ウ 砂 糖 勘 定

����

����

この勘定は、輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売買業務、甘味資源作物交付金及び国内産糖交

付金の交付業務等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 金）

1,969,676
（965,750）
（806,275）

2,757,604
（1,492,831）
（1,046,458）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 短 期 借 入 金）

44,651,029
（―）

（23,568,073）

52,830,875
（262,358）

（32,864,952）
純 資 産
（繰 越 欠 損 金）

	 42,681,352 	 50,073,270


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

52,969,406
（52,203,654）

78,319,657
（77,363,997）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち糖価調整事業収入）

60,097,245
（1,352,855）
（51,644,538）

60,507,660
（1,341,182）
（50,146,190）

経常利益（	経常損失） 7,127,839 	 17,811,996

臨 時 損 失 638 ―

臨 時 利 益 264,717 51,933,648

当 期 純 利 益 7,391,917 34,121,652

当 期 総 利 益 7,391,917 34,121,652

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 7,391,917 34,121,652

前 期 繰 越 欠 損 金 50,073,270 84,194,923

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 42,681,352 50,073,270

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
輸入に係る指定糖の売買 1,397,665t 1,363,350t
国内産糖の交付金の交付
決定数量

459,275t 804,207t

甘味資源作物の交付金の
交付決定数量

1,170,573t ―

エ で ん 粉 勘 定

����

����

この勘定は、輸入に係る指定でん粉等の売買業務、でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん

粉交付金の交付業務等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 金）

1,468,632
（244,484）
（1,215,319）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 短 期 借 入 金）

984,787
（―）

（727,822）
純 資 産
（利 益 剰 余 金）

483,845
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

6,865,872
（6,756,967）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
�
�
うちでん粉価格調整事
業収入

�
�

7,349,718
（506,118）
（6,842,938）

経 常 利 益 483,845
当 期 純 利 益 483,845
当 期 総 利 益 483,845

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 483,845
（利 益 処 分 額）

積 立 金 483,845

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
輸入に係る指定でん粉等
の売買

1,755,433t

でん粉原料用いもの交付
金の交付決定数量

145,278t

国内産いもでん粉の交付
金の交付決定数量

69,754t

オ 生 糸 勘 定

�		


���

この勘定は、輸入生糸の売買保管業務及び蚕糸業振興事業に対する補助業務等に関する経理を行

うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

684,489
（684,163）

（―）

5,727,133
（668,552）
（4,759,507）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 短 期 借 入 金）
（うち蚕糸業振興資金）

338,288
（―）
（―）

（337,376）

6,510,067
（150,497）
（5,911,207）
（445,763）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

346,200
（5,030,300）

（―）
（4,684,099）

� 782,934
（5,030,300）
（� 5,559）
（5,807,674）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

894,760
（833,947）

972,597
（908,325）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

1,820,352
（154,522）
（1,430,518）

5,103,008
（33,298）

（4,841,280）
経 常 利 益 925,592 4,130,411
臨 時 損 失 6,953 ―

臨 時 利 益 204,936 201,124
当 期 純 利 益 1,123,575 4,331,536
当 期 総 利 益 1,123,575 4,331,536

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 1,123,575 4,331,536
前 期 繰 越 欠 損 金 5,807,674 10,139,211

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 4,684,099 5,807,674
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
輸入申告に係る生糸の売
買

13,208俵 15,582俵

カ 補給金等勘定

����

����

この勘定は、加工原料乳についての生産者補給交付金の交付業務及び輸入乳製品の売買保管業務

に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち た な 卸 資 産）

32,369,593
（32,162,147）
（133,561）

30,506,781
（30,304,784）
（127,244）

負 債
（う ち 未 払 金）
（う ち 受 入 保 証 金）

5,225,274
（4,242,917）
（427,207）

5,226,287
（4,255,714）
（236,221）

純 資 産
（利 益 剰 余 金）

27,144,318 25,280,493


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

32,157,674
（31,869,150）

26,727,082
（26,554,884）

経 常 収 益
（うち補助金等収益）

34,021,499
（19,064,103）

26,652,047
（20,259,663）

�
�
うち輸入乳製品売渡収
入


�

（14,777,343） （6,286,336）

経常利益（�経常損失） 1,863,825 � 75,035
当期純利益（�当期純損失） 1,863,825 � 75,035
当期総利益（�当期総損失） 1,863,825 � 75,035

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 1,863,825 � 75,035
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 372,765 ―

畜産勘定への繰入額 1,491,060 ―

積 立 金 取 崩 額 ― 75,035

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
生産者補給交付金の交付 対 象 数 量

交 付 金 額

1,961,398t
20,692,758千円

2,030,000t
21,111,999千円

ホエイ及び調製ホエイ 買 入 れ

売 渡 し

3,811t
3,811t

4,279t
4,279t

（注 2） 生乳を乳酸菌で発酵させるなどしてできた乳清を粉末状にしたもの

（注 2）

キ 肉用子牛勘定

����

����

この勘定は、肉用子牛についての生産者補給交付金及び生産者積立助成金の交付業務に関する経

理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

636,662
（109,199）
（249,075）

797,826
（91,839）
（248,919）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

287,651
（―）

（213,013）

469,264
（35,897）
（335,105）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

349,011
（328,562）
（20,448）

328,562
（328,562）

（―）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

7,763,124
（7,663,795）

6,684,447
（6,569,089）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち業務財源受入）

7,779,063
（175,138）
（7,600,281）

4,360,294
（184,424）
（4,171,888）

経常利益（�経常損失） 15,939 � 2,324,152
臨 時 利 益 4,509 2,234
当期純利益（�当期純損失） 20,448 � 2,321,917
当期総利益（�当期総損失） 20,448 � 2,321,917

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 20,448 � 2,321,917
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 20,448 ―

積 立 金 取 崩 額 ― 2,321,917

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

生産者補給交付金の交付 2,158,678 683,480
生産者積立助成金の交付 4,258,055 4,401,077

ク 債務保証勘定

����

�		


この勘定は、農畜産業振興事業団が乳業者等の借入金に対して行った債務保証契約に係る業務に

関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

391,621
（50,494）
（340,000）

386,153
（46,012）
（340,000）

負 債
（う ち 賞 与 引 当 金）
（うち退職給付引当金）

1,949
（67）

（1,850）

1,994
（73）

（1,854）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

389,672
（371,650）
（18,021）

384,158
（371,650）
（12,507）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 一 般 管 理 費）

1,378
（746）

1,413
（747）

経 常 収 益
（う ち 財 務 収 益）

5,134
（5,133）

3,427
（3,426）

経 常 利 益 3,755 2,013
臨 時 利 益 1,758 2,548
当 期 純 利 益 5,513 4,562
当 期 総 利 益 5,513 4,562

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 5,513 4,562
（利 益 処 分 額）

積 立 金 5,513 4,562
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なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「国産稲わら等確保促進事業の

実施に当たり、補助対象数量に販売の事実がない稲わら等の数量を含めるなどしていたため、補助金が

過大に交付されているもの」（817ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会から

の検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合

等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、

契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（10） 独立行政法人緑資源機構

この独立行政法人は、農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保

全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道

の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれ

と一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もって農林業の振興と森林及び農用地

の有する公益的機能の維持増進に資することを目的として設置されているものである。その資本金は

19事業年度末現在で 6807億 1871万余円（全額国の出資）となっている。

なお、同法人は 20年 4月 1日に解散し、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成 20年法律第

8号）の規定により、国が承継する資産を除き、同法人の一切の権利及び義務は、独立行政法人森林総

合研究所及び独立行政法人国際農林水産業研究センターに承継された。

同法人の会計は、造林及び林道等の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度の

貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 造 林 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、森林所有者自らによる造林が困難な奥地水源地域において水源林造成をする業務及

び中山間地域において水源林造成と一体として森林を整備する業務に関する経理を行うものであ

る。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 水 源 林）

951,912,281
（1,893,361）
（947,791,764）

927,120,364
（2,118,213）
（922,680,439）

負 債
（う ち 短 期 借 入 金）
（う ち 長 期 借 入 金）

207,783,651
（14,877,500）
（172,980,000）

217,684,402
（15,125,000）
（182,757,500）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

744,128,629
（678,255,947）

（注 2）
（65,503,676）
（369,004）

709,435,961
（664,567,947）

（注 3）
（44,763,417）
（104,596）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴
い、19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。

（注 2） 損益外減損損失累計額	1,296千円が含まれている。
（注 3） 損益外減損損失累計額	1,206千円が含まれている。


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 財 務 費 用）

4,900,743
（4,134,985）

5,184,810
（4,494,817）

経 常 収 益
（うち国庫補助金等収益）
（う ち 財 務 収 益）

5,165,152
（4,520,341）
（246,195）

5,258,627
（4,741,984）
（330,325）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 利 益 264,408 73,816

当 期 純 利 益 264,408 73,816

当 期 総 利 益 264,408 73,816

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 264,408 73,816

（利 益 処 分 額）

積 立 金 264,408 73,816

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
水源林造成事業 植栽 3,785ha 3,923ha

イ 林 道 等 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、森林整備に不可欠な林道網の骨格となる幹線林道の整備、中山間地域において水源

林造成と一体として行う農用地等の整備、農用地及び土地改良施設等の整備並びに海外における持

続可能な農業農村開発に資する調査等を実施する業務に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち林道建設仮勘定）
�
�
うち農用地整備建設仮
勘定



�

504,004,428
（252,518,259）
（117,293,909）

522,282,654
（278,382,524）
（99,194,899）

負 債
（うち資産見返補助金等）
（う ち 長 期 借 入 金）

492,282,840
（279,126,240）
（125,289,615）

514,923,716
（286,240,297）
（137,136,744）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

11,721,588
（2,462,769）

（注 4）
（� 176,965）
（9,435,783）

7,358,937
（2,462,769）

（注 4）
（� 184,881）
（5,081,049）

（注 4） 損益外減損損失累計額分である。

 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち林道整備譲渡原価）
�
�
うち農用地整備譲渡原
価



�

39,498,004
（33,900,796）

（―）

32,573,534
（1,400,911）
（24,926,327）

経 常 収 益 39,873,478
（―）

（27,818,140）

32,880,144
（7,476,451）

（18,598,247）

�
�
うち農用地整備割賦譲
渡収入



�

�
�
うち資産見返補助金等
戻入



�

経 常 利 益 375,474 306,609

臨 時 損 失 22,259 286

臨 時 利 益 4,001,519 140,857

当 期 純 利 益 4,354,734 447,180

目 的 積 立 金 取 崩 額 426,442 363,593

当 期 総 利 益 4,781,176 810,774

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 4,781,176 810,774

（利 益 処 分 額）

積 立 金
（注 5）

7,666,010 810,774

（注 5） 19事業年度の積立金には、独立行政法人会計基準第 94に基づく振替額 2,884,833千円が含まれてい
る。
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
緑資源幹線林道事業 27路線 7.5km 27路線 24.7km
特定中山間保全整備事業 2区域 2,777,446千円 1区域 2,305,733千円
農用地総合整備事業 7区域 17,747,364千円 7区域 19,588,669千円

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（11） 独立行政法人国際協力機構

この独立行政法人は、開発途上にある海外の地域（以下「開発途上地域」という。）に対する技術協力の

実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び開発途上地域

の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必

要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を

行うことにより、これらの地域の経済及び社会の発展又は復興に寄与し、国際協力の促進に資すること

を目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 833億 3286万余円（全額

国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことなどに伴い、18事業年度までは資

本の区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年

度の額とを一部対比できないものがある。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 建 物）

106,752,582
（37,362,258）
（34,190,424）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 建 物）

112,647,995
（41,292,092）
（35,727,495）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

32,285,826
（6,898,768）
（21,508,261）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

25,577,441
（―）

（22,143,307）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）

（う ち 利 益 剰 余 金）

74,466,756
（83,332,866）

（注 1）
（� 11,225,025）

（注 2）
（2,358,914）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）

（う ち 利 益 剰 余 金）

87,070,553
（88,508,041）

（� 9,050,279）

（7,612,791）

（注 1） 損益外減価償却累計額�10,313,421千円及び損益外減損損失累計額�587,808千円が含まれている。
（注 2） 前中期目標期間繰越積立金 2,319,583千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

なお、19事業年度において、独立行政法人国際協力機構法（平成 14年法律第 136号）第 15条第 3項の規

定により、中期目標の期間の最後の事業年度である 18事業年度末の利益剰余金 76億 1279万余円のう

ち、 4億 9025万余円を国庫に納付している。
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� 損 益 計 算 書

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（18事業年度）
千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

162,212,119
（152,110,449）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

168,103,309
（161,853,657）
（2,591,133）

経 常 利 益 5,891,190
臨 時 損 失 98,833
臨 時 利 益 714
当 期 純 利 益 5,793,071
当 期 総 利 益 5,793,071

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 5,793,071
（利 益 処 分 額）

積 立 金 5,793,071

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

157,899,702
（144,834,553）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

153,145,575
（148,122,292）
（2,562,664）

経常利益（�経常損失） � 4,754,126
臨 時 損 失 16,132
臨 時 利 益 6,716
当期純利益（�当期純損失） � 4,763,542
前 中 期 目 標 期 間
繰 越 積 立 金 取 崩 額

4,802,873

当 期 総 利 益 39,330
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 39,330
（利 益 処 分 額）

積 立 金 39,330

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
技術協力の実施に関する
業務

技 術 研 修 員 受 入 8,878人 9,013人
技術協力プロジェクト
調査団派遣

546件 549件

専 門 家 派 遣 4,744人 4,672人
機 材 供 与 3,030,337千円 4,741,510千円
開発調査プロジェクト
調査

200件 210件

無償資金協力の実施に必
要な業務

事 前 調 査 176件 205件
国民等の協力活動の促進
及び助長に関する業務

ボランティア派遣 5,644人 5,825人
移住者に対する支援に関
する業務

日本語学校生徒研修受
入

48人 49人

災害緊急援助の実施に関
する業務

緊急援助物資供与 24件 16件
国際緊急援助隊の派遣 1件 2件
人員の養成及び確保に関
する業務

国際協力専門員の委嘱 79人 84人
専門家派遣前集合研修 370人 339人

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「政府開発援助の実施に当た

り、外務省及び独立行政法人国際協力機構において、援助の効果が十分発現するよう意見を表示したも

の」（142ページ参照）及び「派遣システムの開発に当たり、基本設計書の内容を十分に確認することなど

により、追加的な費用や新たな開発費用の発生を抑えるよう改善させたもの」（819ページ参照）を、「第

4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金

の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ペー

ジ参照）、「政府開発援助の無償資金協力及び技術協力における契約入札手続等について」（1043ページ

参照）、「ODA事業の執行状況について」（1069ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契

約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。
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（12） 独立行政法人国際交流基金

この独立行政法人は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外

国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な

国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的として設置され

ているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1129億 7085万余円（全額国の出資）となってい

る。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 112,414,918 114,844,037
（うち投資有価証券） （82,447,669） （85,191,245）
（う ち 建 物） （10,257,579） （10,732,253）
負 債 2,261,116 2,533,508
（う ち 未 払 金） （878,407） （1,638,900）
�
�
うち資産見返運営費交
付金

�
�

（765,040） （789,512）

（注 1）
純 資 産 110,153,802 112,310,528
（う ち 資 本 金） （112,970,859） （112,970,859）

（注 2）
（う ち 資 本 剰 余 金） （� 2,297,514） （� 1,726,453）
（う ち 利 益 剰 余 金） （� 507,970） （1,066,123）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、

19事業年度からは純資産の区分となった。
（注 2） 損益外減価償却累計額�3,066,208千円、損益外減損損失累計額�126千円及び民間出えん金 900,261

千円が含まれている。

なお、19事業年度において、独立行政法人国際交流基金法（平成 14年法律第 137号）第 14条第 3項の規

定により、中期目標の期間の最後の事業年度である 18事業年度末の利益剰余金 10億 6612万余円のう

ち、 2億 9779万余円を国庫に納付している。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 17,816,129 17,482,251
（う ち 在 外 事 業 費） （4,085,306） （3,233,836）
経 常 収 益 16,539,829 16,552,311
（うち運営費交付金収益） （12,587,326） （13,348,862）
（う ち 運 用 収 益） （2,105,373） （2,026,580）
経 常 損 失 1,276,300 929,940
臨 時 損 失 2,275 ―

臨 時 利 益 2,275 ―

当 期 純 損 失 1,276,300 929,940
前中期目標期間繰越積立
金取崩額

768,329 ―

承 継 積 立 金 取 崩 額 ― 1,150,007
当期総利益（�当期総損失） � 507,970 220,066

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 507,970 220,066
（積 立 金 振 替 額）

承 継 積 立 金 ― 257,209
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 477,276
次 期 繰 越 欠 損 金 507,970 ―

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
12
）

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金

― 1406―



� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
文 化 芸 術 交 流 事 業

海 外 展 167件 165件
海 外 日 本 語 事 業

日本語教育専門家派遣 112件 134件
海外日本研究・知的交流
事業

知 的 交 流 会 議 83件 86件

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「日米センター助成事業におけ

る助成金の額の確定に当たり、助成対象額の審査が適切でなかったため、助成金の交付が不当と認めら

れるもの」（823ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に

関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条

項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況につい

て」（1082ページ参照）を掲記した。

（13） 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

この独立行政法人は、石油代替エネルギーに関する技術等及び鉱工業の技術に関し、次の業務を国際

的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の

経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保等に資することを目的として設

置されているものである。

� 民間の能力を活用して行う研究開発

� 民間において行われる研究開発の促進

� これらの技術の利用の促進等

その資本金は 19事業年度末現在で 1437億 1137万余円（うち国の出資 1434億 9589万余円）となって

いる。

同法人の会計は、一般、電源利用、エネルギー需給、基盤技術研究促進、鉱工業承継、石炭経過、特

定事業活動等促進経過の 7勘定に区分して経理されている。

このうち、エネルギー需給勘定は、19年 4月 1日に石油及びエネルギー需給構造高度化勘定から名

称が変更されたものである。

同法人の勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 一 般 勘 定

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 26,291,769
（21,783,446）
（1,941,845）

28,563,296
（26,063,274）
（685,532）

（うち現金及び預金）
（う ち 長 期 前 渡 金 ）

負 債 22,250,391
（―）

（20,144,706）

25,057,995
（1,066,557）
（23,067,841）

（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

4,041,378
（2,603,327）

（注 2）
（� 50,800）
（1,488,851）

3,505,300
（2,603,327）

（� 40,680）
（942,653）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。

（注 2） 損益外減価償却累計額�42,491千円が含まれている。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 46,203,041
（43,681,974）

53,267,326
（51,182,613）（う ち 業 務 費）

経 常 収 益 46,749,493
（43,125,887）
（2,705,288）

53,626,571
（50,689,301）
（2,281,521）

（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

経 常 利 益 546,452 359,245
臨 時 損 失 447 8,302
臨 時 利 益 192 5,699
当 期 純 利 益 546,197 356,643
当 期 総 利 益 546,197 356,643

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 546,197 356,643
（利 益 処 分 額）

積 立 金 546,197 356,643

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

バイオテクノロジー・医
療技術開発事業

13,773,146 16,578,067

研 究 開 発 推 進 事 業 9,063,987 12,589,538
機械システム技術開発事
業

6,104,666 6,952,526

イ 電源利用勘定

�
�
�
�

�
�
�
	

この勘定は、発電に利用する技術の開発及び導入等の電源利用対策業務に関する経理を行うもの

である。


 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 16,974,628
（15,795,463）
（18,642）

21,281,299
（19,139,735）
（984,091）

（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 金）

負 債 14,665,456
（―）

（14,411,240）

19,329,488
（1,313,129）
（17,684,452）

（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

2,309,172
（936,457）
（注 3）

（� 54,954）
（1,427,669）

1,951,811
（936,457）

（� 43,894）
（1,059,248）

（注 3） 損益外減価償却累計額�46,438千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 18,993,253
（16,522,492）

27,069,278
（24,822,444）（う ち 業 務 費）

経 常 収 益 19,361,952
（18,709,438）
（171,152）

27,466,741
（21,977,499）
（5,017,845）

（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

経 常 利 益 368,699 397,462
臨 時 損 失 656 4,068
臨 時 利 益 378 1,224
当 期 純 利 益 368,420 394,618
当 期 総 利 益 368,420 394,618

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 総 利 益 368,420 394,618
（利 益 処 分 額）

積 立 金 368,420 394,618

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

新エネルギー技術開発事
業

15,214,122 18,822,543

ウ エネルギー需給勘定

�
�
�
�

�
�
�
�

この勘定は、石油代替エネルギーに関する技術の開発及び導入を行う業務、エネルギーの使用の

合理化を促進するための技術の開発及び普及を行う業務等に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 78,831,659
（58,946,363）
（5,960,653）

85,574,145
（75,542,029）
（3,874,696）

（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 金）

負 債 68,406,376
（―）

（56,268,409）

78,337,962
（3,233,299）
（70,585,100）

（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

10,425,283
（5,524,325）

（注 4）
（
 99,872）
（5,000,830）

7,236,182
（5,524,325）

（
 83,284）
（1,795,142）

（注 4） 損益外減価償却累計額
78,233千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

159,753,233
（155,731,064）

160,356,639
（156,607,604）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

162,939,120
（98,441,727）
（61,734,291）

161,697,816
（123,188,856）
（36,477,415）

経 常 利 益 3,185,887 1,341,176

臨 時 損 失 2,048 21,521

臨 時 利 益 21,849 36,961

当 期 純 利 益 3,205,688 1,356,617

当 期 総 利 益 3,205,688 1,356,617

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 3,205,688 1,356,617

（利 益 処 分 額）

積 立 金 3,205,688 1,356,617

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

新エネルギー技術開発事
業

18,001,261 24,024,900

燃料電池・水素技術開発
事業

19,388,401 21,769,673

電子・情報技術開発事業 13,855,417 19,808,430
（注 5）

地域新エネルギー等導入
促進対策

3,951,665 2,125,621

（注 5）
地 熱 開 発 促 進 調 査 1,530,823 1,290,866
（注 5） 18事業年度の地域新エネルギー導入促進対策及び地熱開発促進調査は、電源利用勘定に係る分であ

る。
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エ 基盤技術研究促進勘定

�
�
�
�

�
�
�
�

この勘定は、民間において行われる鉱工業基盤技術に関する試験研究を促進するための業務に関

する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（うち投資有価証券）

10,528,272
（1,099,723）
（8,992,090）

10,847,216
（1,891,339）
（8,088,395）

負 債
（う ち 未 払 金）

222,804
（29,038）

647,973
（448,223）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

10,305,467
（51,637,000）

（	 3）
（41,331,529）

10,199,242
（51,637,000）

（	 3）
（41,437,754）


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

482,637
（306,806）

2,839,436
（2,667,924）

経 常 収 益
（う ち 財 務 収 益）

588,878
（203,483）

612,735
（203,542）

経常利益（	経常損失） 106,241 	 2,226,701
臨 時 損 失 16 0
当期純利益（	当期純損失） 106,224 	 2,226,702
当期総利益（	当期総損失） 106,224 	 2,226,702

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（	当期総損失） 106,224 	 2,226,702
前 期 繰 越 欠 損 金 41,437,754 39,211,052

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 41,331,529 41,437,754

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

基盤技術研究促進事業 295,358 2,664,265

オ 鉱工業承継勘定

����

����

この勘定は、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構が基盤技術研究促進センターから承継した

株式及び貸付金債権を承継し株式の処分等を行う業務に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 19,502,205
（1,690,565）
（15,590,781）

20,387,655
（2,718,217）
（15,275,450）

（う ち 貸 付 金）
（うち投資有価証券）

負 債 1,609,111
（724,699）

（779,050）

2,612,424
（980,544）

（1,503,749）

�
�
うち 1年内返済予定長
期借入金

�


（う ち 長 期 借 入 金）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

17,893,094
（18,392,932）
（42,183）
（542,022）

17,775,230
（18,392,932）
（42,183）
（659,885）


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 財 務 費 用）

183,304
（83,333）

261,088
（133,176）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 財 務 収 益）

279,995
（233,496）

295,259
（218,203）

経 常 利 益 96,690 34,170
臨 時 損 失 8 0
臨 時 利 益 21,181 60,107
当 期 純 利 益 117,863 94,278
当 期 総 利 益 117,863 94,278

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 117,863 94,278
前 期 繰 越 欠 損 金 659,885 754,164

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 542,022 659,885

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 金 回 収 金 額 1,110,952千円 1,054,760千円
事業年度末貸付金残高 件 数 27件 33件

金 額 1,700,855千円 2,811,807千円
上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 1,567,285千円 2,574,962千円
貸 倒 懸 念 債 権 123,280千円 143,255千円
破 産 更 生 債 権 等 10,290千円 93,590千円

貸 倒 引 当 金 91,872千円 191,838千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により算定した額を、貸倒懸念債権及び破産更生

債権等については個別に回収可能性を勘案し算定した回収不能見込額を計上している。

�
�

�

カ 石炭経過勘定

����

����

この勘定は、買収炭鉱に係る管理業務、債権管理・回収等業務、鉱害賠償のための担保管理等業

務、鉱害復旧工事の施行等の業務等に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券）
（うち破産更生債権等）

53,572,262
（―）

（20,693,662）

64,393,759
（35,964,127）
（21,517,922）

負 債
（う ち 未 払 金）
（うち退職給付引当金）

4,099,336
（225,422）
（2,003,208）

9,960,429
（5,719,399）
（2,043,969）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

49,472,925
（64,117,327）

（注 6）
（
 64,523）
（14,579,878）

54,433,330
（64,117,327）

（
 58,247）
（9,625,749）

（注 6） 損益外減価償却累計額
26,910千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

5,296,810
（3,469,550）

3,798,087
（1,981,869）

経 常 収 益
（うち補助金等収益）
（う ち 財 務 収 益）

342,916
（―）

（320,726）

2,341,682
（2,068,894）
（209,424）

経 常 損 失 4,953,893 1,456,405
臨 時 損 失 235 171,632
臨 時 利 益 ― 48,146
当 期 純 損 失 4,954,128 1,579,891
当 期 総 損 失 4,954,128 1,579,891
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 4,954,128 1,579,891
前 期 繰 越 欠 損 金 9,625,749 8,045,858

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 14,579,878 9,625,749

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 金 回 収 金 額 1,140,715千円 732,624千円
事業年度末貸付金残高 件 数 50件 52件

金 額 21,206,802千円 22,347,518千円
上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 513,140千円 829,595千円
破 産 更 生 債 権 等 20,693,662千円 21,517,922千円

貸 倒 引 当 金 8,962,382千円 5,877,403千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により算定した額を、破産更生債権等については

個別に回収可能性を勘案し算定した回収不能見込額を計上している。

�
�

�
（備考） 鉱害復旧工事の施行等の業務は、19年 3月31日に完了した。

キ 特定事業活動等促進経過勘定

�
�
�
�

�
�
�
�

この勘定は、同法人が産業基盤整備基金より承継した、リサイクル設備等の設置又は改善を行う

事業者の借入れに係る債務保証業務に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち破産更生債権等）

626,823
（473,747）
（299,270）

683,282
（471,000）
（299,270）

負 債
（う ち 預 り 金）

19
（1）

78
（31）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

626,803
（500,000）
（126,803）

683,203
（500,000）
（183,203）


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

62,348
（55,226）

28,265
（26,339）

経 常 収 益
（う ち 財 務 収 益）

5,948
（4,808）

3,731
（2,425）

経 常 損 失 56,399 24,534
臨 時 利 益 ― 41,901
当期純利益（�当期純損失） � 56,399 17,367
当期総利益（�当期総損失） � 56,399 17,367

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 56,399 17,367
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 17,367
積 立 金 取 崩 額 56,399 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
事業年度末債務保証残高 事 業 者 1者 1者

保 証 額 445,500千円 583,500千円
保 証 料 収 入 金 額 1,008千円 1,281千円
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なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資特別会計からの出資金の額を適切な規模にする

などの検討をするよう意見を表示したもの」（509ページ参照）及び「地域新エネルギー導入促進事業で設

置した発電施設が、ごみ処理施設から発電に適した燃料ガスが供給されないため稼働することができ

ず、補助の目的を達していないもの」（825ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに

国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人にお

ける談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）、「文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力

に係る援助の効果について」（1016ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に

ついて」（1082ページ参照）を掲記した。

（14） 独立行政法人科学技術振興機構

この独立行政法人は、新技術の創出に資することとなる科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）

に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報に

関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整

備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的として設置されているも

のである。その資本金は 19事業年度末現在で 1938億 8165万余円（うち国の出資 1938億 2455万余円）

となっている。

同法人の会計は、一般及び文献情報提供の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業

年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 一 般 勘 定

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（うち工具器具備品）

116,866,215
（28,248,428）
（18,019,505）

124,259,029
（29,373,958）
（27,908,273）

負 債
（うち運営費交付金債務）

49,479,426
（6,143,109）
（36,253,397）

53,453,342
（―）

（45,758,475）�
�
うち資産見返運営費交
付金

�
�

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）

（う ち 利 益 剰 余 金）

67,386,789
（99,747,560）

（注 2）
（� 32,623,913）

（注 3）
（263,142）

70,805,687
（99,747,560）

（� 30,509,943）

（1,568,070）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、

19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。
（注 2） 損益外減価償却累計額�16,429,007千円及び損益外減損損失累計額�1,365千円が含まれている。
（注 3） 前中期目標期間繰越積立金 1,428千円が含まれている。

なお、19事業年度において、独立行政法人科学技術振興機構法（平成 14年法律第 158号）第 20条第 3項

の規定により、中期目標の期間の最後の事業年度である 18事業年度末の利益剰余金 15億 6807万余円

のうち、15億 6600万余円を国庫に納付している。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

102,769,006
（99,458,786）

107,433,782
（104,015,885）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

103,122,537
（87,219,325）
（2,470,163）

109,909,949
（89,213,825）
（2,297,948）

経 常 利 益 353,531 2,476,167
臨 時 損 失 8,659,527 2,200,164
臨 時 利 益 8,604,561 44,255
法人税、住民税及び事業
税

37,491 41,616

当 期 純 利 益 261,074 278,641
前中期目標期間繰越積立
金取崩額

639 ―

目 的 積 立 金 取 崩 額 ― 11,627
当 期 総 利 益 261,713 290,268

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 261,713 290,268
（利 益 処 分 額）

積 立 金 202,538 290,268
独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けようと
する額

業務充実改善・施設改
修等積立金

59,175 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

新技術の創出に資する研
究事業

59,578,773 63,732,907

新技術の企業化開発の推
進事業

17,966,458 17,226,673

科学技術情報の流通促進
事業

5,671,511 6,862,135

科学技術に関する研究開
発に係る交流・支援事業

3,954,143 5,160,092

科学技術に関する知識の
普及、国民の関心・理解
の増進事業

9,023,911 7,933,303

イ 文献情報提供勘定

�
�
�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、科学技術に関する論文その他の文献（磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準

ずる物に記録されたものを含む。）に係る情報（専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進す

るための情報を除く。）を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること（国際協力

を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。）を目的として行う業務

及びこれに附帯する業務に関する経理を行うものである。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

19,218,504
（2,725,035）
（4,580,220）

20,207,187
（2,868,992）
（4,580,220）

負 債
（う ち 未 払 費 用）
（うち退職給付引当金）

1,340,774
（392,540）
（489,996）

1,951,765
（723,881）
（598,283）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

17,877,730
（94,134,090）

（注 4）
（14,935）

（� 76,271,295）

18,255,421
（93,734,090）

（14,935）
（� 75,493,603）

（注 4） 損益外減損損失累計額�14,013千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

5,745,073
（5,468,567）

8,535,302
（8,231,341）

経 常 収 益 4,922,880
（4,600,161）

7,325,086
（6,812,360）�

�
うち科学技術情報売上
高

�
�

経 常 損 失 822,192 1,210,215
臨 時 損 失 652 30,745
臨 時 利 益 49,793 ―

法人税、住民税及び事業
税

4,640 4,859

当 期 純 損 失 777,691 1,245,820
当 期 総 損 失 777,691 1,245,820

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 777,691 1,245,820
前 期 繰 越 欠 損 金 75,493,603 74,247,783

（次期繰越欠損金）

次 期 繰 越 欠 損 金 76,271,295 75,493,603

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

科学技術に関する文献情
報の提供事業

5,745,073 8,535,302

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「戦略的創造研究推進事業（発展

研究）における研究費及び委託研究費の経理が不当と認められるもの」（828ページ参照）を、「第 4章

国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分

の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参

照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（15） 独立行政法人日本学術振興会

この独立行政法人は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の

促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的として設置されてい

るものである。その資本金は 19事業年度末現在で 10億 6358万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち建物及び附属設備）

7,376,164
（242,396）

5,251,229
（272,714）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち長期預り寄附金）

4,704,726
（―）

（678,339）
（811,190）

4,254,705
（1,039,956）
（1,365,829）
（862,172）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

2,671,438
（1,063,587）

（注 2）
（� 193,517）
（1,799,848）

996,523
（1,063,587）

（� 159,285）
（90,701）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�193,491千円及び損益外減損損失累計額�1,713千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

156,927,828
（156,369,922）

138,298,292
（137,754,053）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 寄 附 金 収 益）

158,648,568
（30,049,871）
（344,046）

138,301,324
（28,997,187）
（299,000）

経 常 利 益 1,720,740 3,031

臨 時 損 失 11,522 535

臨 時 利 益 ― 92,029

住 民 税 70 70

当 期 純 利 益 1,709,147 94,454

当 期 総 利 益 1,709,147 94,454

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 1,709,147 94,454

前 期 繰 越 欠 損 金 ― 3,753

（利 益 処 分 額）

積 立 金 1,709,147 90,701

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
科学研究費補助事業 交 付 件 数 39,478件 33,970件

交 付 金 額 126,836,502千円 108,383,857千円
特 別 研 究 員 の 採 用 4,593人 4,412人

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「科学研究費補助金の経理が不

当と認められるもの」（832ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（16） 独立行政法人理化学研究所

この独立行政法人は、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。）に関する試験及び研究

等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的として設置されているも

のである。その資本金は 19事業年度末現在で 2660億 4764万余円（うち国の出資 2531億 2623万余円）

となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

276,586,254
（121,917,469）
（54,957,434）

278,057,900
（125,891,217）
（54,593,498）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

63,394,620
（―）

（14,635,451）
（39,833,684）

53,349,767
（4,272,941）
（8,526,918）
（29,216,971）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

213,191,633
（266,047,642）

（注 2）
（� 56,761,691）
（3,905,682）

224,708,133
（266,047,642）

（� 43,113,435）
（1,773,925）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�70,660,055千円及び損益外減損損失累計額�261,937千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 費）

83,516,199
（77,618,499）

82,296,393
（76,188,000）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち政府受託研究収入）

85,738,444
（57,260,709）
（6,876,647）

82,918,256
（59,489,967）
（11,256,510）

経 常 利 益 2,222,245 621,863
臨 時 損 失 254,208 122,907
臨 時 利 益 193,329 98,589
法人税、住民税及び事業
税

26,610 23,940

当 期 純 利 益 2,134,756 573,605
目 的 積 立 金 取 崩 額 18,845 ―

当 期 総 利 益 2,153,601 573,605
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 2,153,601 573,605
（利 益 処 分 額）

積 立 金 2,153,601 551,760
独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けた額

知的財産管理・技術移
転等積立金

― 21,844

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

科学技術に関する試験及
び研究等の事業

59,121,398 65,329,046

バイオリソース及びその
特性情報の収集・検査・
保存及び提供、並びに維
持・保存及び利用のため
に必須な技術開発事業

2,977,349 3,012,430

研究成果の普及及び活用
促進事業

1,127,248 1,119,608

特定先端大型研究施設の
共用の促進に関する事業

8,990,624 2,025,897

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。
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（17） 独立行政法人宇宙航空研究開発機構

この独立行政法人は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術（宇宙に関す

る科学技術をいう。以下同じ。）に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の

開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、平和の目的に限り、総合的かつ計画的に

行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連す

る業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の

水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的として設置されているものである。その

資本金は 19事業年度末現在で 5444億 0806万余円（うち国の出資 5444億 0194万余円）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 人 工 衛 星）
（う ち 建 設 仮 勘 定）

712,316,928
（85,051,011）
（338,948,162）

784,582,030
（74,871,669）
（398,710,125）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 前 受 金）
（うち資産見返負債）

295,803,763
（―）

（30,262,117）
（244,607,078）

348,684,336
（10,658,623）
（48,350,785）
（263,539,248）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
�
�
うち利益剰余金又は�
繰越欠損金

�
�

416,513,165
（544,408,060）

（注 2）
（� 144,726,705）
（16,831,809）

435,897,694
（544,408,060）

（� 107,882,000）
（� 628,366）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�128,172,856千円及び損益外減損損失累計額�151,037千円が含まれてい
る。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

237,031,478
（181,264,443）

237,561,232
（165,983,379）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

243,758,053
（101,435,994）
（49,813,618）

241,567,435
（87,487,615）
（67,226,422）

経 常 利 益 6,726,575 4,006,203

臨 時 損 失 3,071,587 1,703,017

臨 時 利 益 13,828,304 625,398

法人税、住民税及び事業
税

23,117 23,716

当 期 純 利 益 17,460,175 2,904,868

当 期 総 利 益 17,460,175 2,904,868

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当 期 総 利 益 17,460,175 2,904,868

前 期 繰 越 欠 損 金 628,366 3,533,234

（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 16,831,809 ―

次 期 繰 越 欠 損 金 ― 628,366

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
17
）

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

― 1418―



� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

自律的宇宙開発利用活動
のための技術基盤維持・
強化に係る業務

43,201,086 42,868,699

宇宙開発利用による社会
経済への貢献に係る業務

94,246,895 91,522,239

国際宇宙ステーション事
業の推進による国際的地
位の確保と持続的発展に
係る業務

14,129,201 10,943,380

宇宙科学研究に係る業務 46,724,573 56,487,784
社会的要請に応える航空
科学技術の研究開発に係
る業務

4,150,394 3,095,925

基礎的・先端的技術の強
化に係る業務

15,448,857 13,712,429

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（18） 独立行政法人日本スポーツ振興センター

この独立行政法人は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児（以下「児童生徒等」という。）の

健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のた

めに必要な援助、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園

（以下「学校」という。）の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童

生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健

全な発達に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で

2261億 4042万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の会計は、投票、災害共済給付、免責特約及び一般の 4勘定に区分して経理されており、その

勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 投 票 勘 定

�
�
�

この勘定は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成 10年法律第 63号）に基づくスポーツ振

興投票の実施等の業務に関する経理を行うものである。

�
�
�

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 金）

25,726,741
（12,086,786）
（5,239,972）

11,348,120
（899,692）
（1,197,178）

負 債 35,278,041 37,765,773


�
うち一年以内返済予定
長期借入金

�


（9,100,000） （400,000）

（う ち 未 払 金） （7,927,454） （3,153,754）
（注 1）

純 資 産 � 9,551,299 � 26,417,653
（繰 越 欠 損 金）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

45,971,180
（45,313,751）

17,052,776
（15,840,393）

経 常 収 益 64,209,631 13,891,607
�
�
うちスポーツ振興投票
事業収入

�
�

（64,161,633） （13,890,760）

経常利益（�経常損失） 18,238,451 � 3,161,169

臨 時 損 失 1,469,585 96,852

臨 時 利 益 97,487 6,110,847

当 期 純 利 益 16,866,353 2,852,825

当 期 総 利 益 16,866,353 2,852,825

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 16,866,353 2,852,825

前 期 繰 越 欠 損 金 26,417,653 29,270,478

（次期繰越欠損金）

次 期 繰 越 欠 損 金 9,551,299 26,417,653

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

スポーツ振興くじ売上金
額

63,711,847 13,470,999

スポーツ振興くじ助成額 78,500 110,847

イ 災害共済給付勘定

	


�

�

�

この勘定は、学校の管理下における児童生徒等の災害に対する災害共済給付等の業務に関する経

理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 未 収 金）

3,603,892
（3,490,776）
（112,721）

3,085,643
（2,976,282）
（109,308）

負 債
（支 払 備 金）

5,835,244 3,214,578

純 資 産 � 2,231,351 � 128,934
（繰 越 欠 損 金）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 給 付 金）

19,497,322
（19,294,698）

19,599,557
（19,287,470）

経 常 収 益 20,335,755 20,029,195
�
�
うち災害共済給付補助
金収益

�
�

（2,563,777） （2,564,182）

（うち共済掛金収入） （17,073,513） （17,268,038）

経 常 利 益 838,432 429,637

臨 時 損 失 2,940,850 ―

当期純利益（�当期純損失） � 2,102,417 429,637

当期総利益（�当期総損失） � 2,102,417 429,637

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 2,102,417 429,637

前 期 繰 越 欠 損 金 128,934 558,572

（次期繰越欠損金）

次 期 繰 越 欠 損 金 2,231,351 128,934
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

医 療 費 の 給 付 2,167千件 2,161千件

障 害 見 舞 金 の 給 付 497件 506件
死 亡 見 舞 金 の 給 付 75件 74件

ウ 免責特約勘定

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

この勘定は、学校の管理下における児童生徒等の災害について、センターが災害共済給付を行う

ことにより、その価額の限度において学校の設置者の損害賠償責任を免れさせる旨の特約を付する

事業に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うちその他の投資資産）

2,150,315
（1,142,487）
（1,000,000）

1,997,313
（1,994,183）

（―）

負 債
（支 払 備 金）

561,124 240,981

純 資 産 1,589,191 1,756,332
（利 益 剰 余 金）


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち支払備金繰入）

660,433
（352,968）

176,403
（―）

経 常 収 益
（うち共済掛金収入）

460,466
（442,167）

540,165
（445,875）

経常利益（�経常損失） � 199,966 363,761

臨 時 利 益 32,825 ―

当期純利益（�当期純損失） � 167,141 363,761

当期総利益（�当期総損失） � 167,141 363,761

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 167,141 363,761

（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 363,761

積 立 金 取 崩 額 167,141 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

免 責 処 理 387件 12件

エ 一 般 勘 定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、競技場等の運営等の業務、各種スポーツ活動に対する助成及び他の勘定に属さない

一切の業務に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

229,920,614
（46,458,080）
（141,311,000）

210,203,617
（30,987,589）
（137,231,000）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

3,272,368
（―）

（1,531,464）
（1,060,548）

4,492,984
（687,009）
（2,118,668）
（1,367,449）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

226,648,245
（226,140,426）

205,710,633
（203,954,750）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（注 2）
（� 4,825,134）
（5,332,953）

（� 3,335,301）
（5,091,184）

（注 2） 損益外減価償却累計額�13,619,327千円及び損益外減損損失累計額�46,408千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 経 費）

10,132,246
（9,242,352）

8,412,531
（7,569,186）

経 常 収 益 10,559,350 8,204,352
（うち運営費交付金収益） （5,276,372） （4,348,270）
�
�
うち国立競技場運営収
入

�
�

（2,028,588） （1,921,224）

経常利益（�経常損失） 427,103 � 208,178

臨 時 利 益 ― 103,802

臨 時 損 失 311 ―

当期純利益（�当期純損失） 426,792 � 104,375

目 的 積 立 金 取 崩 額 201,118 239,087

当 期 総 利 益 627,910 134,711

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 627,910 134,711

（積 立 金 振 替 額）

児童生徒等健康保持増進
事業積立金

3,549,635 ―

（利 益 処 分 額）

積 立 金 4,177,546 134,711

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

競技大会等有料入場者数 1,807千人 1,770千人

スポーツ振興基金助成額 1,014,483千円 1,068,693千円

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）、「独立行政法人日本スポーツ振興センターにお

けるスポーツ振興くじの実施状況について」（997ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、

契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（19） 独立行政法人日本芸術文化振興会

この独立行政法人は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その

他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能

の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の

舞台芸術の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸術その他の

文化の向上に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在

で 2468億 1912万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（うち投資有価証券）

246,949,552
（101,444,285）
（62,495,801）

249,157,316
（101,008,389）
（64,365,373）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

5,436,004
（―）

（1,722,988）
（2,843,373）

5,199,706
（498,547）
（1,308,140）
（2,358,667）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

241,513,547
（246,819,120）

（注 2）
（� 6,997,523）
（1,691,950）

243,957,609
（246,819,120）

（� 4,397,262）
（1,535,750）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�20,479,810千円及び損益外減損損失累計額�1,548千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 16,364,642 15,846,501
�
�
うち国立劇場公演等事
業費

�
�

（7,452,105） （7,432,162）

経 常 収 益 16,316,197 16,353,072
（うち運営費交付金収益） （10,837,604） （10,562,913）
（う ち 事 業 収 入） （4,401,017） （4,813,630）
経常利益（�経常損失） � 48,445 506,571
臨 時 損 失 2,339 16,206
臨 時 利 益 207,174 18,877
住 民 税 190 190
当 期 純 利 益 156,199 509,052
目 的 積 立 金 取 崩 額 50,307 ―

当 期 総 利 益 206,507 509,052
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 206,507 509,052
（積 立 金 振 替 額）

施設整備事業積立金 270,078 ―

（利 益 処 分 額）

積 立 金 476,586 238,974
独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けた額

施設整備事業積立金 ― 270,078

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
伝 統 芸 能 の 公 開 公 演 数 185公演 185公演

入 場 者 数 498千人 551千人
現代舞台芸術の公演 公 演 数 32公演 33公演

入 場 者 数 176千人 179千人

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「広報誌の調達方法を、購入に

よる方法から自ら作成し発行する方法に改めることにより、経済的なものとするよう改善させたもの」

（834ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報

告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入

状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082

ページ参照）を掲記した。
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（20） 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

この独立行政法人は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関

する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進

するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障

害者の雇用を支援するための業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者の職業の安定その他福祉

の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的として設置されているものである。

その資本金は 19事業年度末現在で 122億 2758万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の会計は、高齢・障害者雇用支援、障害者職業能力開発及び障害者雇用納付金の 3勘定に区分

して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のと

おりである。

ア 高齢・障害者雇用支援勘定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、高年齢者等の雇用に係る給付金の支給、高年齢者等の雇用に係る相談その他の援

助、高齢期の職業生活設計に係る助言又は指導、障害者職業センターの設置運営等に関する経理を

行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

20,074,430
（3,796,961）
（6,181,468）

17,631,533
（3,852,389）
（6,195,378）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち預り補助金等）

3,112,170
（―）

（1,516,373）

6,808,592
（4,806,755）
（200,857）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

16,962,259
（11,494,291）

（注 2）
（	 502,539）
（5,970,508）

（―）

10,822,940
（11,494,291）

（	 424,631）
（―）

（246,719）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴

い、19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。
（注 2） 損益外減価償却累計額	660,674千円及び損益外減損損失累計額	26,421千円が含まれている。


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 47,671,885
（38,218,991）

（8,600,527）

64,495,250
（54,754,757）

（8,825,188）

�
�
うち高齢者雇用支援事
業費

�
�

�
�
うち障害者雇用支援事
業費

�
�

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

53,691,835
（21,817,259）
（31,772,034）

64,495,476
（16,312,267）
（48,106,813）

経 常 利 益 6,019,950 225
臨 時 損 失 50,091 ―

臨 時 利 益 247,368 ―

当 期 純 利 益 6,217,227 225

当 期 総 利 益 6,217,227 225
（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当 期 総 利 益 6,217,227 225
前 期 繰 越 欠 損 金 246,719 246,945

（利益処分額又は損失処理額）

次 期 繰 越 欠 損 金 ― 246,719
積 立 金 5,970,508 ―
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
高齢者雇用支援事業
給 付 金 の 支 給 件 数

金 額

45,725件
31,721,193千円

66,141件
47,967,183千円

障害者雇用支援事業
障害者職業センター
の設置運営

51センター 51センター

イ 障害者職業能力開発勘定

〔この勘定は、障害者職業能力開発校の運営等に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち工具器具備品）

231,857
（160,808）
（69,113）

271,389
（121,926）
（106,322）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）

110,055
（―）

（33,267）

322,535
（136,037）
（74,733）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

121,801
（30,117）
（注 3）

（� 23,488）
（115,173）

（―）

� 51,146
（30,117）

（� 19,970）
（―）

（61,293）
（注 3） 損益外減価償却累計額�17,391千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 668,508
（548,909）

677,515
（547,521）�

�
うち障害者職業能力開
発事業費

�
�

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）

829,448
（823,816）

677,153
（671,767）

経常利益（�経常損失） 160,940 � 361

臨 時 損 失 41,546 ―

臨 時 利 益 57,073 ―

当期純利益（�当期純損失） 176,467 � 361

当期総利益（�当期総損失） 176,467 � 361
（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 176,467 � 361
前 期 繰 越 欠 損 金 61,293 60,932

（利益処分額又は損失処理額）

次 期 繰 越 欠 損 金 ― 61,293
積 立 金 115,173 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
障害者職業能力開発校の
運営

2校 2校

ウ 障害者雇用納付金勘定

����

	

�

この勘定は、障害者雇用納付金の徴収、障害者を雇用する事業主等に対する助成金の支給等に関

する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 金 銭 の 信 託）

41,616,065
（20,543,717）
（20,000,000）

46,113,986
（24,938,480）
（20,000,000）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

負 債
（うち退職給付引当金）

40,973,634
（1,382,706）

45,458,749
（1,325,791）

�
�
うち納付金関係業務引
当金

�
�

（39,173,365） （43,460,880）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

642,431
（703,174）
（注 4）

（� 63,393）
（2,651）

655,236
（703,174）

（� 50,589）
（2,651）

（注 4） 損益外減価償却累計額�38,686千円及び損益外減損損失累計額�1,539千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 23,636,199
（22,874,869）

22,650,253
（21,843,074）�

�
うち障害者雇用納付金
関係事業費

�
�

経 常 収 益
（う ち 納 付 金 収 入）
（う ち 財 務 収 益）

19,561,579
（19,187,120）
（244,871）

21,157,228
（20,827,952）
（190,789）

経 常 損 失 4,074,619 1,493,024
臨 時 損 失 212,895 ―

臨 時 利 益 4,287,514 1,493,024

当 期 純 利 益 ― ―

当 期 総 利 益 ― ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

障害者雇用調整金の支給 件 数 3,084件 2,835件

金 額 5,541,412千円 4,955,377千円

報 奨 金 の 支 給 件 数 1,954件 1,940件

金 額 4,681,759千円 4,631,193千円

助 成 金 の 支 給 件 数 24,199件 21,827件

金 額 7,751,158千円 7,423,160千円

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「雇用安定事業関係業務、障害

者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当たり、委託業務の経費に架空の旅費等を含めるなど

していたため、委託費の支払額が過大となっているもの」（836ページ参照）及び「高年齢者等共同就業機

会創出助成金の支給が適正でなかったもの」（841ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告

並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法

人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業

務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（21） 独立行政法人福祉医療機構

この独立行政法人は、次の業務を行うことにより、福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ること

を目的として設置されているものである。

� 社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通

� 社会福祉事業施設及び病院、診療所等に関する経営指導

� 社会福祉事業に関する必要な助成

� 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営

� 心身障害者扶養保険事業の実施

� 厚生年金保険、船員保険、国民年金又は労働者災害補償保険の年金受給権を担保とした小口資金の

貸付け
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� 厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対して貸し付けられた住宅取得資金等に係る債権の管理及

び回収

� 国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対して行う

小口の教育資金の貸付けのあっせん

その資本金は 19事業年度末現在で 3兆 5741億 7133万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の会計は、一般、長寿・子育て・障害者基金、共済、保険、年金担保貸付、労災年金担保貸

付、承継債権管理回収及び承継教育資金貸付けあっせんの 8勘定に区分して経理されている。

同法人の勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 一 般 勘 定

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

この勘定は、社会福祉事業施設を設置し又は経営する社会福祉法人等に対する社会福祉事業施設

の設置、整備又は経営に必要な資金の貸付け、病院、診療所、介護老人保健施設等を開設する個

人、医療法人等に対する病院等の設置、整備又は経営に必要な資金の貸付け等の事業に関する経理

を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

3,290,914,412
（3,275,968,603）
（	 8,565,508）

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

3,326,019,661
（3,311,644,747）
（	 6,909,411）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち資産見返負債）
（うち運営費交付金債務）

3,285,790,745
（3,077,806,963）

（545,021）
（―）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち資産見返負債）
（うち運営費交付金債務）

3,321,335,569
（3,131,675,480）

（394,874）
（387,006）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

5,123,666
（5,534,827）

（注 1）
（	 930,867）
（519,706）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

4,684,092
（5,534,827）

（	 850,734）
（―）

（注 1） 損益外減価償却累計額	439,472千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 借 入 金 利 息）

74,045,316
（65,615,054）

75,543,376
（68,535,420）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち福祉医療貸付事業収入）

74,565,022
（3,766,766）
（61,585,887）

75,022,945
（3,549,434）
（59,953,237）

臨 時 利 益 ― 964,065

当 期 純 利 益 519,706 443,635

当 期 総 利 益 519,706 443,635

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 519,706 443,635

前 期 繰 越 欠 損 金 ― 443,635

（利 益 処 分 額）

積 立 金 519,706 ―
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 け 件 数 940件 1,293件

金 額 227,557,300千円 307,221,000千円
貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 263,233,444千円
（680千円）

291,067,770千円
（189,415千円）

事業年度末貸付金残高 件 数 22,357件 22,654件
金 額 3,275,968,603千円 3,311,644,747千円

上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 3,238,324,497千円 3,283,015,995千円
貸 倒 懸 念 債 権 23,863,985千円 16,493,892千円
破 産 更 生 債 権 等 13,780,121千円 12,134,859千円

貸 倒 引 当 金 8,565,508千円 6,909,411千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については予想損失率等を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

�
�

�

イ 長寿・子育て・障害者基金勘定

〔この勘定は、社会福祉事業を行う事業者に対する助成等の事業に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち投資有価証券等）

282,771,272
（278,974,561）

資 産
（うち投資有価証券等）

283,027,644
（278,964,195）

負 債
（うち退職給付引当金）

557,503
（523,422）

負 債
（うち退職給付引当金）

715,835
（513,227）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

282,213,768
（278,710,000）
（3,503,768）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

282,311,809
（278,710,000）
（3,601,809）

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち社会福祉事業振興事業費）

4,202,780
（3,757,376）

3,931,686
（3,524,971）

経 常 収 益
（うち基金事業運用収入）

3,969,307
（3,914,443）

3,972,261
（3,945,077）

臨 時 利 益 135,432 295,261

当期純利益（�当期純損失） � 98,040 335,836

当期総利益（�当期総損失） � 98,040 335,836

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 98,040 335,836

（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 335,836

積 立 金 取 崩 額 98,040 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

社会福祉振興事業の助成 件 数 1,010事業 839事業

金 額 2,853,293千円 3,148,732千円

調査研究等事業の委託 件 数 2事業 3事業

金 額 31,867千円 73,232千円

ウ 共 済 勘 定

����

	

�

この勘定は、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和 36年法律第 155号）に基づく退職手当金の

支給等の事業に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 1,114,797 資 産 682,651
負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 短 期 借 入 金）
（うち資産見返負債）

1,111,366
（―）

（63,615）
（91,197）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 短 期 借 入 金）
（うち資産見返負債）

1,696,639
（18,731）

（1,013,988）
（60,270）

純 資 産 3,430 資 本 � 1,013,988

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち退職手当給付金）

91,360,476
（90,718,674）

88,704,603
（88,051,620）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

92,264,375
（625,363）

（56,020,484）

92,265,768
（632,313）

（59,453,594）
臨 時 損 失 75,836 70,728
臨 時 利 益 189,355 505,295
当 期 純 利 益 1,017,418 3,995,732
当 期 総 利 益 1,017,418 3,995,732

（利益の処分又は損失の処理）

（当期処分利益又は当期未処理損失）

当 期 総 利 益 1,017,418 3,995,732
前 期 繰 越 欠 損 金 1,013,988 5,009,720

（次期繰越欠損金）

次 期 繰 越 欠 損 金 ― 1,013,988
（利 益 処 分 額）

積 立 金 3,430 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
退職手当金支給者数 83,967人 73,791人
退 職 手 当 金 支 給 額 90,718,674千円 88,051,620千円

エ 保 険 勘 定

����

	

�

この勘定は、地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する

等の事業に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 金 銭 の 信 託）

58,317,931
（58,301,311）

資 産
（う ち 金 銭 の 信 託）

57,917,270
（57,885,313）

負 債
�

うち心身障害者扶養保
険責任準備金

�
�

（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

107,249,526
（107,233,427）

（―）
（11,781）

負 債
�

うち心身障害者扶養保
険責任準備金

�
�

（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

100,414,729
（100,382,772）

（21,394）
（4,495）

純 資 産 � 48,931,595 資 本 � 42,497,458

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち心身障害者扶養保険業務費）

21,955,619
（21,911,134）

19,572,330
（19,539,887）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち心身障害者扶養保険事業収入）

22,372,137
（153,522）

（22,217,352）

23,362,476
（102,476）

（23,259,581）
臨 時 損 失 6,850,655 7,454,255
当 期 純 損 失 6,434,136 3,664,109
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 総 損 失 6,434,136 3,664,109
（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 6,434,136 3,664,109
前 期 繰 越 欠 損 金 42,497,458 38,833,349

（次期繰越欠損金）

次 期 繰 越 欠 損 金 48,931,595 42,497,458

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
新 規 加 入 者 数 3,872人 1,788人
事業年度末保険対象加入
者数

93,346人 93,582人

新 規 年 金 受 給 者 数 2,472人 2,324人
事業年度末年金給付保険
金支払対象障害者数

44,856人 43,028人

年 金 給 付 保 険 金 額 10,866,400千円 10,464,780千円
死亡・障害保険金額 8,789,100千円 8,284,400千円

オ 年金担保貸付勘定

����

����

この勘定は、厚生年金保険、船員保険又は国民年金の年金給付の受給権者に対する、その受給権

を担保とした小口の資金の貸付け等の事業に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

203,868,872
（191,481,661）
（
 228,758）

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

206,865,908
（199,348,724）
（
 255,373）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

202,356,657
（73,633,299）

（―）
（14,479）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

205,597,950
（94,177,735）
（83,242）
（16,429）

純 資 産

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

1,512,214
（注 2）

（
 8,027）
（1,520,242）

資 本

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

1,267,957

（
 6,245）
（1,274,203）

（注 2） 損益外減価償却累計額分である。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 委 託 費）

3,573,794
（1,520,195）

3,055,219
（1,508,252）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち年金担保貸付事業収入）

4,102,569
（313,836）
（3,707,938）

3,650,657
（218,105）
（3,389,660）

当 期 純 利 益 246,038 595,437
当 期 総 利 益 246,038 595,437

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 246,038 595,437
（利 益 処 分 額）

積 立 金 246,038 595,437

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 け 件 数 210,983件 214,187件

金 額 199,182,800千円 210,359,620千円
貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 207,051,835千円
（58,066千円）

223,898,607千円
（18,344千円）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
事業年度末貸付金残高 件 数 335,156件 329,929件

金 額 191,463,989千円 199,333,024千円
上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 191,275,911千円 199,118,297千円
貸 倒 懸 念 債 権 932千円 3,154千円
破 産 更 生 債 権 等 204,817千円 211,571千円

貸 倒 引 当 金 228,758千円 255,373千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については予想損失率等を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

�
�

�

カ 労災年金担保貸付勘定

����

����

この勘定は、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）に基づく年金給付の受給権者に対す

る、その受給権を担保とした小口の資金の貸付け等の事業に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

5,955,374
（5,167,277）
（	 38,082）

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

5,922,328
（5,330,143）
（	 63,504）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

75,580
（―）

（1,584）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）

72,726
（32,487）
（1,470）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

5,879,794
（5,831,238）
（48,556）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

5,849,602
（5,831,238）
（18,364）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 委 託 費）

61,179
（29,280）

56,702
（28,951）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち労災年金担保貸付事業収入）

118,930
（65,028）
（51,452）

66,727
（27,116）
（39,391）

臨 時 損 失 30,720 ―

臨 時 利 益 3,160 9,444

当 期 純 利 益 30,191 19,469

当 期 総 利 益 30,191 19,469

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当 期 総 利 益 30,191 19,469

前 期 繰 越 欠 損 金 ― 1,105

（利 益 処 分 額）

積 立 金 30,191 18,364

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

貸 付 け 件 数 3,786件 3,840件

金 額 5,304,020千円 5,489,530千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 5,466,886千円
（22,261千円）

5,711,422千円
（4,906千円）

事業年度末貸付金残高 件 数 6,199件 6,126件

金 額 5,167,277千円 5,330,143千円

上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 5,132,201千円 5,269,511千円

貸 倒 懸 念 債 権 ― 7,371千円

破 産 更 生 債 権 等 35,076千円 53,260千円
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 倒 引 当 金 38,082千円 63,504千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については予想損失率等を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

�
�

�

キ 承継債権管理回収勘定

����

����

この勘定は、年金資金運用基金から承継した年金被保険者に対して貸し付けられた住宅取得資金

等に係る債権の管理及び回収等の事業に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

3,398,255,589
（2,723,079,253）
（	 8,278,281）

資 産
（う ち 長 期 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

3,857,792,873
（3,288,330,582）
（	 8,466,379）

負 債
（うち資産見返負債）
（うち運営費交付金債務）

2,685,380
（238,496）

（―）

負 債
（うち資産見返負債）
（うち運営費交付金債務）

2,984,617
（158,257）
（727,513）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

3,395,570,209
（3,284,095,267）
（111,474,941）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

3,854,808,256
（3,726,475,941）
（128,332,314）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち承継債権管理回収業務経費）

5,156,554
（4,141,697）

5,158,141
（4,657,370）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち承継債権管理回収業務収入）

117,470,668
（5,874,302）
（108,306,916）

132,883,845
（5,143,903）
（126,296,989）

臨 時 利 益 ― 606,610

臨 時 損 失 839,173 ―

当 期 純 利 益 111,474,941 128,332,314

当 期 総 利 益 111,474,941 128,332,314

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 111,474,941 128,332,314

（利 益 処 分 額）

積 立 金 111,474,941 128,332,314

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 565,251,328千円
（663,713千円）

444,704,058千円
（1,149,684千円）

事業年度末貸付金残高 件 数 531,799件 638,212件
金 額 2,723,079,253千円 3,288,330,582千円

上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 2,689,243,797千円 3,250,202,562千円
貸 倒 懸 念 債 権 6,414,172千円 8,309,906千円
破 産 更 生 債 権 等 27,421,283千円 29,818,113千円

貸 倒 引 当 金 8,278,281千円 8,466,379千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については予想損失率等を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

�
�

�

ク 承継教育資金貸付けあっせん勘定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、年金資金運用基金から承継した国民生活金融公庫法（昭和 24年法律第 49号）又は沖縄

振興開発金融公庫法（昭和 47年法律第 31号）に基づく小口の教育資金の貸付けのあっせんを行う事業

に関する経理を行うものである。

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
21
）

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

― 1432―



� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 74,227 資 産 170,750
負 債
（うち資産見返負債）
（うち運営費交付金債務）

13,694
（―）
（―）

負 債
（うち資産見返負債）
（うち運営費交付金債務）

170,750
（1,665）
（28,550）

純 資 産 60,532 資 本 ―

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち承継教育資金貸付けあっせん業務経費）

55,469
（24,118）

55,857
（22,719）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち承継教育資金貸付けあっせん業務収入）

116,581
（111,239）
（3,164）

55,857
（53,284）
（2,520）

臨 時 損 失 579 ―

当 期 純 利 益 60,532 ―

当 期 総 利 益 60,532 ―

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 60,532 ―

（利 益 処 分 額）

積 立 金 60,532 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
あ っ せ ん 件 数 3,063件 2,867件

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（22） 独立行政法人日本貿易振興機構

この独立行政法人は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにア

ジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普

及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的として設置さ

れているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 835億 9039万余円（全額国の出資）となってい

る。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 敷 金・保 証 金）

91,874,301
（30,638,302）
（20,840,522）

96,667,103
（30,641,466）
（20,979,887）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

9,096,821
（793,519）
（4,042,671）
（2,040,334）

8,399,160
（―）

（5,309,452）
（1,935,406）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

82,777,480
（83,590,395）

88,267,942
（88,344,395）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（注 2）
（� 1,762,181）

（624,660）
（� 1,250,938）

（895,119）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴

い、19事業年度からは純資産の区分となった。
（注 2） 損益外減価償却累計額�2,454,352千円及び損益外減損損失累計額�3,472千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

38,114,350
（36,021,994）

38,049,566
（35,968,196）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

37,945,890
（23,296,082）
（7,666,378）

38,444,347
（24,429,913）
（7,150,467）

経常利益（�経常損失） � 168,460 394,780

臨 時 損 失 112,755 648,713

臨 時 利 益 10,757 12,602

当 期 純 損 失 270,458 241,330

前中期目標期間繰越積立
金取崩額

386,637 ―

当期総利益（�当期総損失） 116,178 � 241,330

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 116,178 � 241,330

（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 116,178 ―

積 立 金 取 崩 額 ― 241,330

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
対日投資案件発掘件数 1,259件 1,168件

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「物品の購入等に当たり、虚偽

の納品書等を納入業者に提出させたり、所定の検収を行わないまま物品が納入されていないのに納入さ

れたこととしたりするなどの適正でない会計経理を行い、経費を支払っていたもの」（844ページ参照）

を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国

が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」

（945ページ参照）、「文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に関する政府

開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効果について」（1016ページ参照）及び

「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（23） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

この独立行政法人は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設

の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うこと及び運輸技術に

関する基礎的研究に関する業務を行うことを目的として設置されているものである。その資本金は 19

事業年度末現在で 866億 5218万余円（うち国の出資 856億 5218万余円）となっている。

同法人の会計は、建設、海事、基礎的研究等、助成及び特例業務の 5勘定に区分して経理されてい

る。

同法人の勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
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なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 建 設 勘 定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、新幹線、都市鉄道線、民鉄線等の建設及び大規模な改良並びに当該鉄道施設の貸付

又は譲渡等の業務に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 割 賦 債 権）
（う ち 構 築 物）

6,634,850,420
（1,982,323,264）
（1,995,383,906）

資 産
（う ち 割 賦 債 権）
（う ち 構 築 物）

6,517,017,182
（1,989,173,037）
（2,061,121,537）

負 債
（うち資産見返負債）
（う ち 長 期 借 入 金）

6,336,272,491
（2,770,046,921）
（1,439,923,527）

負 債
（うち資産見返負債）
（う ち 長 期 借 入 金）

6,218,255,254
（2,561,133,543）
（1,480,309,709）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

298,577,928
（56,169,929）

（注 1）
（238,589,794）
（3,818,204）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

298,761,928
（56,169,929）

（239,622,591）
（2,969,407）

（注 1） 損益外減価償却累計額	4,629,821千円及び損益外減損損失累計額	38,053千円が含まれている。

�������������
��

�������������
��


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち鉄道施設譲渡原価）
（う ち 減 価 償 却 費）

262,202,969
（94,810,980）
（81,294,343）

261,849,209
（73,045,345）
（81,084,926）

経 常 収 益
（うち鉄道施設譲渡収入）
（うち鉄道施設賃貸収入）

263,122,072
（117,269,346）
（83,763,635）

262,913,273
（97,207,406）
（82,890,302）

経 常 利 益 919,102 1,064,064

臨 時 損 失 70,420 422,136

臨 時 利 益 114 768,166

当 期 純 利 益 848,796 1,410,093

当 期 総 利 益 848,796 1,410,093

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 848,796 1,410,093

（利 益 処 分 額）

積 立 金 848,796 1,410,093

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
新 幹 線
（北 陸 新 幹 線 ほ か）

建 設 4線 627� 4線 709�

貸 付 線
（九 州 新 幹 線 ほ か）

貸 付 12線 719� 12線 719�

都 市 鉄 道 線
（常 磐 新 線）

建 設 1線 58� 1線 58�

民 鉄 線
（みなとみらい21線ほか）

建 設
大 改 良

1線 4�
2線 14�

1線 4�
2線 14�

都市鉄道利便増進事業
（相鉄・東急直通線ほか）

建 設 2線 12� 1線 2�

イ 海 事 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、国内海運事業者と費用を分担して国内旅客船及び内航貨物船を共同建造し、当該船

舶を同法人と事業者との共有とし、事業者に使用管理させる業務等並びに高度船舶技術の試験研究

及び実用化を促進するための技術支援業務等に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 船 舶 未 収 金）
（う ち 共 有 船 舶）

244,997,388
（38,035,924）
（166,581,539）

資 産
（う ち 船 舶 未 収 金）
（う ち 共 有 船 舶）

273,906,314
（45,371,834）
（194,020,118）

負 債 260,669,813 負 債 294,777,361
�
�
うち鉄道建設・運輸施
設整備支援機構債券

�
�

（71,000,000） �
�
うち鉄道建設・運輸施
設整備支援機構債券

�
�

（61,000,000）

（う ち 長 期 借 入 金） （113,229,011） （う ち 長 期 借 入 金） （123,862,355）
（う ち 引 当 金） （7,047,352） （う ち 引 当 金） （9,299,910）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

� 15,672,424
（30,316,000）
（4,810,621）
（50,799,045）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

� 20,871,046
（26,265,000）
（4,780,058）
（51,916,104）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 減 価 償 却 費）
（う ち 支 払 利 息）

33,190,908
（25,106,413）
（3,947,197）

36,081,084
（29,049,578）
（5,092,654）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち船舶使用料収入）

34,099,960
（27,744）

（30,457,136）

41,486,315
（18,635）

（35,457,599）
�
�
うち船舶共有契約解除
等損失引当金戻入益

�
�

（2,237,367） （2,543,752）

経 常 利 益 909,052 5,405,231
臨 時 損 失 564 11,617,794
臨 時 利 益 208,571 13,477,888
当 期 純 利 益 1,117,058 7,265,325
当 期 総 利 益 1,117,058 7,265,325

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 1,117,058 7,265,325
前 期 繰 越 欠 損 金 51,916,104 59,181,429

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 50,799,045 51,916,104

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
旅 客 船 建 造 1隻 199総トン 3隻 14,284総トン
貨 物 船 建 造 30隻 53,993総トン 24隻 36,270総トン
高度船舶技術実用化助成
業務

1件 58,509千円 1件 35,000千円

技 術 支 援 業 務 1件 50,000千円 1件 50,000千円

ウ 基礎的研究等勘定



�
�


�
�

この勘定は、運輸技術に関し新たな発想に立った新技術を創出するための独創性、革新性のある

基礎研究を提案公募方式により行う業務等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 貸 付 金）

53,295,315
（263,067）

（52,994,000）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 貸 付 金）

53,435,256
（408,396）

（52,994,000）
負 債
（う ち 短 期 借 入 金）

53,241,478
（33,726,000）

負 債
（う ち 短 期 借 入 金）

53,171,734
（―）

�
�
うち 1年以内返済予定
長期借入金

�
�

（19,268,000） �
�
うち 1年以内返済予定
長期借入金

�
�

（52,994,000）

（う ち 未 払 金） （214,090） （う ち 未 払 金） （113,034）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

53,837
（66,251）
（注 2）

（� 46,930）
（34,516）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

263,522
（66,251）

（� 46,896）
（244,167）

（注 2） 損益外減価償却累計額�151千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 研 究 委 託 費）
（う ち 支 払 利 息）

1,343,275
（312,498）
（453,955）

959,136
（325,020）
（289,697）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち貸付金利息収入）

1,133,623
（438,267）
（560,226）

939,709
（410,476）
（395,687）

経 常 損 失 209,651 19,426

臨 時 損 失 ― 160

当 期 純 損 失 209,651 19,586

当 期 総 損 失 209,651 19,586

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 209,651 19,586

（損 失 処 理 額）

積 立 金 取 崩 額 209,651 19,586

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
基 礎 的 研 究 業 務 課 題 数 18件 16件

金 額 343,371千円 341,868千円
内航海運活性化融資業務 件 数 4件 4件

金 額 52,994,000千円 52,994,000千円

エ 助 成 勘 定

�
�
�

�
�
	

この勘定は、新幹線、都市鉄道の建設等に対する助成及び日本国有鉄道に係る債務の償還等の業

務に関する経理を行うものである。


 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 割 賦 債 権）
（うち他勘定長期貸付金）

4,590,778,020
（4,227,350,654）
（318,189,081）

資 産
（う ち 割 賦 債 権）
（うち他勘定長期貸付金）

5,027,744,855
（4,646,904,632）
（326,598,529）

負 債
（う ち 未 払 金）
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち他勘定長期借入金）

3,890,728,588
（10,775,143）

（1,769,811,386）
（1,699,379,233）

負 債
（う ち 未 払 金）
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち他勘定長期借入金）

4,284,041,078
（11,014,030）

（2,069,557,928）
（1,756,155,702）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

700,049,431
（100,000）

（699,949,431）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

743,703,776
（100,000）

（743,603,776）

�������������
��

�������������
��

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（注 3）

（うち鉄道施設譲渡原価）
（う ち 支 払 利 息）

822,140,835

（419,553,977）
（213,415,868）

836,599,748

（411,408,092）
（233,758,793）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）

（注 4）
（うち鉄道施設譲渡収入）
（うち補助金等収益）

778,486,550
（332,450）

（661,422,865）
（115,801,336）

793,622,942
（302,669）

（674,354,336）
（118,035,557）

経 常 損 失 43,654,284 42,976,806

臨 時 損 失 60 ―

当 期 純 損 失 43,654,345 42,976,806

当 期 総 損 失 43,654,345 42,976,806

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 43,654,345 42,976,806
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（損 失 処 理 額）

積 立 金 取 崩 額 43,654,345 42,976,806

（注 3） 18事業年度の区分は、「割賦譲渡原価」である。

（注 4） 18事業年度の区分は、「割賦譲渡収入」である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
補 助 金 交 付 業 務 39,219,481千円 34,393,594千円

オ 特例業務勘定

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

この勘定は、日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る年金の給付に要する費用等の支

払、日本鉄道建設公団から承継した土地その他の資産の処分等の業務に関する経理を行うものであ

る。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 処 分 用 資 産）
（うち他勘定長期貸付金）

3,503,392,417
（221,607,571）
（1,699,379,233）

資 産
（う ち 処 分 用 資 産）
（うち他勘定長期貸付金）

3,314,077,868
（225,571,967）
（1,756,155,702）

負 債
（う ち 引 当 金）
（う ち 未 払 金）

2,159,230,186
（2,152,850,258）
（5,725,884）

負 債
（う ち 引 当 金）
（う ち 未 払 金）

2,472,060,890
（2,435,150,635）
（3,525,074）

純 資 産
（う ち 利 益 剰 余 金）

1,344,162,230
（1,344,162,230）

資 本
（う ち 利 益 剰 余 金）

842,016,978
（842,016,978）

�����������
��

�����������
��


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
�
�
うち処分用資産売却原
価

�
�

（うち共済年金追加費用）

53,123,135
（7,597,547）

（32,984,112）

326,650,385
（277,991,279）

（34,173,763）

経 常 収 益
�
�
うち処分用資産売却収
入

�
�

（う ち 財 務 収 益）

555,268,413
（333,015,299）

（126,279,468）

603,303,123
（367,915,446）

（121,056,153）

経 常 利 益 502,145,277 276,652,738

臨 時 損 失 25 ―

当 期 純 利 益 502,145,252 276,652,738

当 期 総 利 益 502,145,252 276,652,738

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 502,145,252 276,652,738

（利 益 処 分 額）

積 立 金 502,145,252 276,652,738

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

土 地 の 売 却 実 績 件 数 50件 26件

面 積 32ha 56ha

金 額 333,015,299千円 38,933,796千円

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）、「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状

況について」（1082ページ参照）及び「国鉄清算業務に係る財務について」（1206ページ参照）を掲記した。
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（24） 独立行政法人水資源機構

この独立行政法人は、水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を

行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の

確保を図ることを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 90億

6036万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 割 賦 元 金）
（う ち 構 築 物）

4,602,278,559
（942,346,889）
（2,643,778,454）

資 産
（う ち 割 賦 元 金）
（う ち 構 築 物）

4,586,533,254
（848,261,259）
（2,432,452,418）

負 債
（うち資産見返負債）
（う ち 長 期 借 入 金）

4,496,012,230
（3,431,065,616）
（747,522,847）

負 債
（うち資産見返負債）
（う ち 長 期 借 入 金）

4,484,292,253
（3,334,741,330）
（790,907,598）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

106,266,328
（9,060,366）

（注）
（� 1,491,430）
（98,697,392）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

102,241,001
（9,060,366）

（� 1,067,571）
（94,248,206）

（注） 損益外減価償却累計額�1,355,674千円及び損益外減損損失累計額�1,227千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 管 理 業 務 費）

138,571,653
（31,874,232）

166,402,965
（32,133,843）

経 常 収 益
（うち補助金等収益）

143,034,789
（31,295,345）

173,625,494
（31,586,644）

経 常 利 益 4,463,135 7,222,528

臨 時 損 失 20,695,230 5,361,882

臨 時 利 益 20,695,230 5,361,882

当 期 純 利 益 4,463,135 7,222,528

目 的 積 立 金 取 崩 額 363,086 975,306

当 期 総 利 益 4,826,222 8,197,835

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 4,826,222 8,197,835

（積 立 金 振 替 額）

施 設 整 備 積 立 金 132,808 ―

経営戦略強化積立金 43,642 ―

事 業 調 整 積 立 金 78,967 ―

（利 益 処 分 額）

積 立 金 5,081,640 8,197,835

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

ダ ム 等 事 業 8か所 10か所

用 水 路 等 事 業 5か所 6か所

ダム、用水路等施設の管
理

49か所 49か所
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なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「談合等に係る違約金条項につ

いて、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求するこ

とができるよう改善させたもの」（847ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会

からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における

談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入

札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（25） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

この独立行政法人は、次の業務を行うことにより、石油及び可燃性天然ガス（以下「石油等」という。）

並びに金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、国民の健康の保護及び生活環境の保全並

びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的として設置されているものである。

� 石油等の探鉱等及び金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源並びに

金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務

� 石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務

� 金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務

その資本金は 19事業年度末現在で 2013億 3682万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の会計は、石油天然ガス、金属鉱業備蓄・探鉱融資等、金属鉱業一般、金属鉱業鉱害防止積立

金及び金属鉱業鉱害防止事業基金の 5勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸

借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 石油天然ガス勘定

�
�
�

この勘定は、石油等の探鉱等に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源の開発を促

進するために必要な業務並びに石油の備蓄に必要な業務に関する経理を行うものである。

�
�
�

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち未成工事支出金）
（うち民間備蓄融資事業貸付金）

1,054,825,291
（119,974,480）
（647,239,800）

792,284,092
（88,092,694）
（454,129,900）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち民間備蓄融資事業借入金）
（うち未成工事受入金）

802,262,575
（―）

（649,140,400）
（119,974,480）

621,061,639
（68,719,676）
（454,129,900）
（88,092,694）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

252,562,716
（182,236,201）

（注 2）
（	 3,177,476）
（73,442,256）

171,222,452
（168,828,661）

（	 2,893,241）
（5,360,780）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。

（注 2） 損益外減価償却累計額	3,013,381千円が含まれている。


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 受 託 経 費）

127,228,646
（74,822,493）

109,330,037
（61,111,621）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

194,575,428
（87,475,243）
（74,606,602）

112,711,169
（14,393,183）
（61,000,872）

経 常 利 益 67,346,781 3,381,131
臨 時 損 失 15,285 9,134
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

臨 時 利 益 749,979 1,064,568

当 期 純 利 益 68,081,475 4,436,565

当 期 総 利 益 68,081,475 4,436,565

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 68,081,475 4,436,565

（利 益 処 分 額）

積 立 金 68,081,475 4,436,565

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（石油備蓄基地建設のための貸付け）

貸 付 金 回 収 金 額 52,000千円 238,738千円
事業年度末貸付金残高 会 社 数 1社 1社

金 額 328,000千円 380,000千円

イ 金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定

�
�
�

この勘定は、金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給、金属鉱産物の備蓄に必要な業務等に関する経

理を行うものである。

�
�
�

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち希少金属鉱産物）

44,018,959
（588,174）

（24,971,725）

49,469,162
（5,246,036）
（25,473,376）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち 1年内返済長期借入金）
（う ち 長 期 借 入 金）

21,940,813
（―）

（8,354,107）
（13,227,956）

27,478,780
（3,719）

（4,546,576）
（21,888,183）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

22,078,145
（18,201,866）

（注 3）
（3,595,978）
（280,299）

21,990,381
（18,201,866）

（169,411）
（3,619,103）

（注 3） 損益外減価償却累計額
37,532千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 債 券 利 息）

894,160
（8,945）

880,123
（32,472）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 国 庫 補 助 金）

958,473
（89,659）
（368,065）

4,074,370
（85,047）
（342,783）

経 常 利 益 64,313 3,194,246

当 期 純 利 益 64,313 3,194,246

目 的 積 立 金 取 崩 額 86,550 105,427

当 期 総 利 益 150,863 3,299,674

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 150,863 3,299,674

（利 益 処 分 額）

積 立 金 150,863 89,320

独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けた額

希少金属鉱産物備蓄積
立金

― 3,210,354
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（探鉱等のための資金の貸付け）

貸 付 け 件 数 5件 3件
金 額 2,890,000千円 6,130,000千円

貸 付 金 回 収 金 額 666,211千円 671,500千円
事業年度末貸付金残高 件 数 16件 14件

金 額 10,715,210千円 8,491,421千円

ウ 金属鉱業一般勘定

�
�
�

この勘定は、金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務及び金属鉱業等による鉱害の防止

に必要な資金の貸付け等の業務に関する経理を行うものである。

�
�
�

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 短 期 貸 付 金）
（う ち 長 期 貸 付 金）

7,772,904
（932,800）
（4,699,112）

7,829,043
（981,784）
（4,943,632）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち 1年内返済長期借入金）
（う ち 長 期 借 入 金）

6,473,101
（―）

（823,853）
（4,808,886）

6,905,210
（429,856）
（858,217）
（5,067,739）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

1,299,803
（898,755）
（注 4）

（
 41,172）
（442,219）

923,833
（898,755）

（
 34,101）
（59,179）

（注 4） 損益外減価償却累計額
36,515千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 受 託 経 費）

6,396,339
（1,614,038）

7,305,490
（2,460,951）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 受 託 収 入）

6,779,380
（4,270,525）
（1,623,699）

7,325,268
（3,690,447）
（2,460,951）

経 常 利 益 383,040 19,778
臨 時 損 失 ― 362,811
臨 時 利 益 ― 365,252
当 期 純 利 益 383,040 22,219
当 期 総 利 益 383,040 22,219

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 383,040 22,219
（利 益 処 分 額）

積 立 金 383,040 22,219

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（鉱害防止のための資金の貸付け）

貸 付 け 件 数 15件 13件
金 額 688,280千円 702,000千円

貸 付 金 回 収 金 額 981,784千円 1,019,479千円
事業年度末貸付金残高 件 数 215件 222件

金 額 5,631,912千円 5,925,416千円

エ 金属鉱業鉱害防止積立金勘定

�
�
�
�
�

この勘定は、採掘権者等が鉱業の用に供する特定施設について、その使用の終了後に必要となる

鉱害防止事業に備えて積み立てている鉱害防止積立金の管理の業務に関する経理を行うものであ

る。

�
�
�
�
�
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（うち投資有価証券）

2,377,278
（500,306）
（1,757,248）

2,339,266
（499,990）
（1,759,773）

負 債
（う ち 未 払 費 用）
（うち預り鉱害防止積立金）

2,352,071
（9,467）

（2,342,604）

2,320,501
（9,318）

（2,311,183）
純 資 産
（利 益 剰 余 金）

25,206 18,764

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（鉱害防止積立金支払利息）

18,818 19,517

経 常 収 益
（うち有価証券利息）

25,260
（24,723）

21,004
（20,394）

経 常 利 益 6,441 1,486
当 期 純 利 益 6,441 1,486
当 期 総 利 益 6,441 1,486

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 6,441 1,486
（利 益 処 分 額）

積 立 金 6,441 1,486

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（鉱害防止積立金の積立て）

特 定 施 設 数 件 数 23件 16件
積 立 金 額 金 額 70,824千円 30,343千円

（鉱害防止積立金の取戻し）

特 定 施 設 数 件 数 2件 3件
払 渡 金 額 金 額 39,403千円 151,582千円
事業年度末特定施設数 件 数 81件 81件

オ 金属鉱業鉱害防止事業基金勘定

�
�
�
�
�

この勘定は、休廃止鉱山に係る鉱害防止事業を、確実かつ永続的に実施できるよう、指定鉱害防

止事業機関に行わせるために、その原資として採掘権者等から拠出金を徴収し、鉱害防止事業基金

として運用する等の業務に関する経理を行うものである。

�
	
	
	



� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（うち投資有価証券）

5,116,373
（659,908）
（4,313,553）

5,103,754
（399,943）
（4,527,047）

負 債
（未 払 金）

38,475 34,895

純 資 産
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

5,077,897
（4,960,281）
（117,615）

5,068,858
（4,960,280）
（108,578）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（鉱 害 防 止 業 務 費）

67,745 61,753

経 常 収 益
（うち有価証券利息）

76,784
（75,993）

69,132
（68,705）

経 常 利 益 9,038 7,378
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 純 利 益 9,038 7,378
当 期 総 利 益 9,038 7,378

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 9,038 7,378
（利 益 処 分 額）

積 立 金 8,472 7,377
独立行政法人石油天然ガ
ス・金属鉱物資源機構法
第13条第 6項に基づき経
済産業大臣の認可を受け
て鉱害防止事業基金に組
み入れた額

鉱害防止事業基金 565 1

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（拠 出）

事業年度末の休廃止鉱山
数

22か所 22か所

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）、「文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済

産業省及び国土交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の効

果について」（1016ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082

ページ参照）を掲記した。

（26） 独立行政法人雇用・能力開発機構

この独立行政法人は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の

改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うとともに、勤労者の計画的な

財産形成の促進の業務を行うことにより、良好な雇用の機会の創出その他の雇用開発、職業能力の開発

及び向上並びに勤労者の生活の安定を図り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展

に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 7832億

2927万余円（うち国の出資 7828億 8723万余円）となっている。

同法人の会計は、一般、財形及び宿舎等の 3勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業

年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 一 般 勘 定

�
�
�

この勘定は、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の運営等、介護労働者の福祉

の増進に係る事業、雇用促進融資に係る債権の管理及び回収などに関する経理を行うものである。

�
�
�
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

326,924,258
（165,519,646）
（58,543,306）

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

354,818,992
（176,108,936）
（58,583,911）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（う ち 長 期 借 入 金）

74,589,764
（1,262,331）
（16,120,479）
（19,849,926）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（う ち 長 期 借 入 金）

74,609,185
（―）

（16,786,987）
（22,424,916）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

252,334,494
（302,543,547）

資 本
（う ち 資 本 金）

280,209,806
（302,543,547）

（注 1）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（� 54,937,288）
（4,728,235）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（� 44,045,730）
（21,711,989）

（注 1） 損益外減価償却累計額�50,123,897千円及び損益外減損損失累計額�706,016千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）
（う ち 一 般 管 理 費）

112,068,629
（100,220,227）
（10,288,034）

121,795,080
（110,781,848）
（9,163,102）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち補助金等収益）

111,878,805
（75,164,857）
（28,161,991）

138,648,117
（95,766,119）
（35,268,857）

経 常 利 益（�経常損失） � 189,823 16,853,036
臨 時 損 失 3,829 13,983
臨 時 利 益 ― 41,632
当期純利益（�当期純損失） � 193,653 16,880,686
目 的 積 立 金 取 崩 額 ― 465,337
前中期目標期間繰越積立
金取崩額

286,726 ―

当 期 総 利 益 93,073 17,346,023
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 93,073 17,346,023
（積 立 金 振 替 額）

雇用促進融資業務積立金 ― 3,487,983
介護労働者福祉業務積立
金

― 877,982

（利 益 処 分 額）

積 立 金 93,073 21,711,989

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
公共職業能力開発施設等の運
営

205か所 205か所

助 成 金 の 交 付 件 数 63,149件 62,208件
金 額 13,063,348千円 15,272,932千円

福祉施設等設置資金貸付金の
回収

金 額 2,173,274千円 2,982,618千円

福祉施設等設置資金事業年度
末貸付金残高

件 数 372件 425件
金 額 12,614,044千円 14,787,318千円

上記貸付金残高の独立行政法人会計基準に
よる分類

一 般 債 権 6,984,358千円 7,630,492千円
貸 倒 懸 念 債 権 2,866,438千円 4,342,538千円
破 産 更 生 債 権 等 2,763,247千円 2,814,287千円
貸 倒 引 当 金 2,949,363千円 3,333,120千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については貸倒引当率を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ

いては個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

�
�

�
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イ 財 形 勘 定

�
�
�

この勘定は、勤労者の計画的な財産形成を促進するため、財産形成持家資金等の貸付け等の事業

に関する経理を行うものである。

�
�
�

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち財形融資貸付金）
	


うち財形融資資金貸付
金

�
�

906,836,835
（861,807,708）
（27,506,756）

資 産
（うち財形融資貸付金）
	


うち財形融資資金貸付
金

�
�

905,890,161
（860,292,203）
（28,089,911）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち 1 年内償還債券）
	


うち雇用・能力開発債
券

�
�

928,386,058
（130,274）

（162,246,331）
（609,512,835）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち 1 年内償還債券）
	


うち雇用・能力開発債
券

�
�

932,343,460
（―）

（135,900,000）
（634,800,000）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

 21,549,223
（1,000,000）

（ 22,549,223）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

 26,453,298
（1,000,000）

（ 27,453,298）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 財 務 費 用）

10,961,516
（9,565,717）

10,154,394
（8,553,972）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 業 務 収 益）
（うち補助金等収益）

15,865,592
（556,386）

（15,180,179）
（75,452）

15,491,470
（747,014）

（13,669,165）
（1,022,670）

経 常 利 益 4,904,075 5,337,076
当 期 純 利 益 4,904,075 5,337,076
当 期 総 利 益 4,904,075 5,337,076

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 4,904,075 5,337,076
前 期 繰 越 欠 損 金 27,453,298 32,790,374

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 22,549,223 27,453,298

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
財 形 融 資 貸 付 け 件 数 3,449件 3,711件

金 額 76,541,260千円 81,314,630千円
同 貸 付 金 回 収 金 額 75,053,564千円 77,698,824千円
事 業 年 度 末 貸 付 金 残 高 件 数 65,882件 65,653件

金 額 862,193,351千円 860,705,655千円
上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 861,791,681千円 860,303,294千円
貸 倒 懸 念 債 権 58,461千円 10,938千円
破 産 更 生 債 権 等 343,208千円 391,422千円
貸 倒 引 当 金 351,120千円 377,783千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については貸倒引当率を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ

いては個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

�
�

�

ウ 宿 舎 等 勘 定

�
�
�

この勘定は、移転就職者のための宿舎の譲渡又は廃止及びそれまでの間の運営等に関する経理を

行うものである。

�
�
�

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
26
）

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

― 1446―



� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

479,551,589
（195,477,711）
（238,252,434）

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

483,571,965
（203,552,288）
（239,188,303）

負 債
（う ち 前 受 金）
（う ち 長 期 預 り 金）

10,013,869
（2,810,357）
（4,898,565）

負 債
（う ち 前 受 金）
（う ち 長 期 預 り 金）

9,806,190
（2,973,928）
（5,084,145）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

469,537,719
（479,685,725）

資 本
（う ち 資 本 金）

473,765,774
（483,565,544）

（注 2）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（� 43,840,859）
（33,692,854）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（� 33,121,454）
（23,321,684）

（注 2） 損益外減価償却累計額�41,740,930千円及び損益外減損損失累計額�2,099,929千円の合計分であ
る。

�������������
��

�������������
��

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

30,264,443
（29,930,889）

35,110,261
（34,839,982）

経 常 収 益
（う ち 業 務 収 益）

40,636,496
（40,130,548）

42,032,319
（41,758,529）

経 常 利 益 10,372,052 6,922,058
臨 時 損 失 882 ―

当 期 純 利 益 10,371,169 6,922,058
当 期 総 利 益 10,371,169 6,922,058

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 10,371,169 6,922,058
（積 立 金 振 替 額）

宿 舎 等 勘 定 積 立 金 ― 10,250,052
（利 益 処 分 額）

積 立 金 10,371,169 17,172,110

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
雇 用 促 進 住 宅 140,772戸 141,562戸

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「中小企業基盤人材確保助成金

の支給が適正でなかったもの」（854ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会か

らの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談

合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）、「文部科学省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省及び国土交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る

援助の効果について」（1016ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」

（1082ページ参照）を掲記した。

（27） 独立行政法人労働者健康福祉機構

この独立行政法人は、療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研

修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務

上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施

を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1526億 7351万余円（全額国の出

資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

443,263,185
（159,076,000）
（74,852,959）

444,188,472
（157,435,952）
（75,674,651）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち退職給付引当金）

294,137,764
（1,250,786）
（197,571,953）

300,258,930
（1,033,448）
（199,651,846）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

149,125,420
（152,673,514）

143,929,541
（153,713,276）

（注 2）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

（25,190,701）
（28,738,794）

（14,250,387）
（24,034,122）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、19
事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�3,591,317千円及び損益外減損損失累計額�3,584,721千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 医 療 事 業 費）
�
�
うち未払賃金立替払業
務費用

�
�

292,488,865
（270,450,484）
（18,151,003）

293,085,056
（267,376,574）
（21,782,327）

経 常 収 益
（うち医療事業収入）
（うち運営費交付金収益）

288,980,152
（255,233,868）
（11,066,341）

288,687,677
（251,788,776）
（10,924,341）

経 常 損 失 3,508,713 4,397,379
臨 時 損 失 1,349,774 883,494
臨 時 利 益 153,816 1,185,929
当 期 純 損 失 4,704,672 4,094,944
当 期 総 損 失 4,704,672 4,094,944

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 4,704,672 4,094,944
前 期 繰 越 欠 損 金 24,034,122 19,939,177

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 28,738,794 24,034,122

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
労 災 病 院 35か所 36か所
入 院 患 者 延 べ 数 4,134千人 4,207千人
外 来 患 者 延 べ 数 7,555千人 7,835千人
未 払 賃 金 立 替 払 件 数 3,349件 3,014件

金 額 23,417,150千円 20,435,696千円
立 替 払 金 回 収 金 額 6,781,630千円 5,735,918千円

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「交通機関等を利用する職員の

通勤手当について、経済的な 6か月定期券の価額に基づいて支給するよう是正改善の処置を求めたも

の」（857ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する

報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導

入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」

（1082ページ参照）を掲記した。
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（28） 独立行政法人国立病院機構

この独立行政法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うこ

とにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策とし

て担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として設置されて

いるものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1437億 5827万余円（全額国の出資）となってい

る。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

1,160,129,313
（326,408,124）
（479,171,014）

1,151,868,862
（338,360,603）
（479,228,302）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち退職給付引当金）

866,449,182
（1,391,061）
（589,773,957）
（76,691,086）

887,230,139
（544,430）

（638,176,193）
（58,765,935）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

293,680,131
（143,758,276）

264,638,722
（143,758,276）

（注 2）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（118,288,613）
（31,633,241）

（113,139,241）
（7,741,204）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�9,105,470千円及び損益外減損損失累計額�129,710千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 医 業 収 益）
（うち運営費交付金収益）

798,927,878
（731,184,138）
（48,769,889）

767,665,829
（700,017,501）
（49,614,051）

経 常 費 用
（う ち 給 与 費）

770,005,334
（437,016,739）

755,258,765
（427,934,249）

臨 時 利 益 365,915 790,487
臨 時 損 失 5,396,422 4,222,538
当 期 純 利 益 23,892,037 8,975,012
当 期 総 利 益 23,892,037 8,975,012

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 23,892,037 8,975,012
前 期 繰 越 欠 損 金 ― 1,233,808

（利 益 処 分 額）

積 立 金 23,892,037 ―

独立行政法人通則法第
44条第 3項により主務
大臣の承認を受けた額

施設設備整備積立金 ― 7,741,204

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
病 院 数 146か所 146か所
入 院 患 者 延 べ 数 16,835千人 17,016千人
外 来 患 者 延 べ 数 12,215千人 12,352千人
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なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「診療収入の収納事務の体制等

が適切でなく、病院の収入となるべき現金が領得されるなど会計経理が著しく適正を欠いているもの」

（860ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報

告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入

状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082

ページ参照）を掲記した。

（29） 独立行政法人環境再生保全機構

この独立行政法人は、次の業務を行うことにより、良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、

もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること

を目的として設置されているものである。

� 大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償

� 大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業

� 日本国内及び開発途上地域の環境保全に取り組む民間団体への助成並びに民間環境保全活動の振興

に必要な調査研究等

� ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の助成等

� 廃棄物の最終処分場の維持管理に係る費用の管理

� 石綿による健康被害の救済

� 良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修

	 設置又は譲渡された施設等の割賦金債権又は貸付債権の管理及び回収

その資本金は 19事業年度末現在で 160億 4456万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の会計は、公害健康被害補償予防業務、石綿健康被害救済業務、基金及び承継の 4勘定に区分

して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のと

おりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 公害健康被害補償予防業務勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務及び大気汚染による健康被害

を予防するために必要な事業に係る業務に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

67,404,061
（15,832,280）
（48,250,980）

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

67,463,843
（16,534,668）
（46,746,325）

負 債
（うち納付財源引当金）
（うち運営費交付金債務）

15,714,592
（13,895,742）
（116,667）

負 債
（うち納付財源引当金）
（うち運営費交付金債務）

15,814,412
（13,950,466）
（88,348）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

51,689,469
（6,071,570）
（44,910,327）
（707,571）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

51,649,430
（6,071,570）
（44,915,858）
（662,002）
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち補償給付費納付金）

57,457,653
（54,941,260）

59,673,893
（57,076,619）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 賦 課 金 収 益）

57,454,942
（512,420）

（44,717,209）

59,434,608
（466,178）

（45,990,610）
臨 時 損 失 7,508 9,028
臨 時 利 益 55,788 314,360
当 期 純 利 益 45,569 66,046
当 期 総 利 益 45,569 66,046

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

予防経理当期総利益 ― 83,667
（利 益 処 分 額）

予 防 経 理 積 立 金 ― 83,667
（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

補償経理当期総利益（�当期総損失） 46,379 � 17,620
補償経理前期繰越欠損金 308,023 290,403
予防経理当期総損失 809 ―

予防経理積立金取崩額 809 ―

（次期繰越欠損金）

補償経理繰越欠損金 261,644 308,023

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（公害健康被害補償業務）

賦課金の徴収に関する業務 件 数 8,516件 8,486件
金 額 44,717,209千円 45,990,610千円

補償法第 13条第 2項の規
定による支払に関する業務

件 数 4件 4件
金 額 33,945千円 35,837千円

納付金の納付に関する業務 金 額 55,047,307千円 57,180,226千円
（公害健康被害予防業務）

大気の汚染の影響による健
康被害の予防に関する業務

金 額 572,635千円 584,604千円

地方公共団体等が行う公害
健康被害予防事業に対する
助成金の交付に関する業務

金 額 466,948千円 508,072千円

イ 石綿健康被害救済業務勘定

〔この勘定は、石綿による健康被害の救済に係る業務に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（う ち 敷 金 保 証 金）

38,756,690
（35,524,813）
（3,000,000）
（39,330）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（う ち 敷 金 保 証 金）

32,938,850
（32,635,291）

（―）
（39,330）

負 債
（う ち 未 払 金）
（うち長期預り補助金等）

38,717,360
（442,727）

（36,970,192）

負 債
（う ち 未 払 金）
（うち長期預り補助金等）

32,899,519
（442,500）

（32,358,175）
純 資 産
（資 本 剰 余 金）

39,330 資 本
（資 本 剰 余 金）

39,330

�����������
��

�����������
��

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 委 託 費）
�
�
うち石綿健康被害救済
給付費

�
	

3,538,765
（31,516）

（2,694,612）

6,377,021
（49,971）

（5,613,393）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
�
�
うち石綿健康被害救済
事業交付金収益

�
�

3,538,765
（3,454,883）

6,377,021
（6,373,704）

当 期 純 利 益 ― ―

当 期 総 利 益 ― ―

� 石綿健康被害救済基金

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

石綿健康被害救済基金残
高
（う ち 政 府 交 付 金）
�
�
うち地方公共団体等拠
出金

�
�

38,195,577

（36,970,192）
（1,225,384）

32,358,175

（32,358,175）
（―）

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
認 定 件 数 10,981件 4,544件
救 済 給 付 費 の 支 給 2,700,146千円 5,523,640千円

ウ 基 金 勘 定

�
	



�
�


この勘定は、日本国内及び開発途上地域の環境保全に取り組む民間団体への助成業務及び民間環

境保全活動の振興に必要な調査研究等に関する業務等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

77,741,642
（40,001,114）
（21,489,888）

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）

59,883,269
（24,357,874）
（20,326,042）

負 債 63,957,520 負 債 46,167,783
�
�
�

うちポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物処理基金預り
金

�
�
�

（28,474,083） �
�
�

うちポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物処理基金預り
金

�
�
�

（24,600,869）

�
�
うち預り維持管理積立
金

�
�

（うち運営費交付金債務）

（34,319,107）

（753,305）

�
�
うち預り維持管理積立
金

�
�

（うち運営費交付金債務）

（20,714,132）

（584,407）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

13,784,122
（9,401,266）
（4,382,856）

（―）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

13,715,486
（9,401,266）
（4,314,222）

（2）

�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち国内活動助成金）
（うち海外活動助成金）

1,323,927
（401,911）
（174,760）

959,914
（352,668）
（202,680）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）

1,323,930
（799,025）

959,917
（723,101）

臨 時 損 失 2,367 ―

臨 時 利 益 2,367 ―

当 期 純 利 益 2 3
当 期 総 利 益 2 3

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当 期 総 利 益 2 3
前 期 繰 越 欠 損 金 2 5

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 ― 2
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� 地球環境基金

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

地 球 環 境 基 金 残 高
（う ち 政 府 出 資 金）
（うち民間等出えん金）

13,784,122
（9,401,266）
（4,382,856）

13,715,489
（9,401,266）
（4,314,222）

� ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理基金残高
（う ち 国 庫 補 助 金）
（うち都道府県補助金）
（うち民間出えん金）

28,474,083

（14,015,631）
（14,018,958）
（439,493）

24,600,869

（12,061,365）
（12,065,278）
（474,225）

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（地球環境基金事業）

民 間 活 動 助 成 事 業 件 数 174件 170件
金 額 592,820千円 578,698千円

�
�
ポリ塩化ビフェニル廃
棄物処理基金事業

�
�

ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理助成事業

件 数 1件 1件
金 額 291,201千円 46,169千円

エ 承 継 勘 定

	


�

�

�

この勘定は、設置又は譲渡された施設等の割賦金債権又は貸付債権の管理及び回収に関する業務

等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち割賦譲渡元金）
（う ち 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

140,682,222
（109,248,414）
（27,765,811）

（� 16,733,620）

資 産
（うち割賦譲渡元金）
（う ち 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

165,295,645
（122,800,355）
（35,637,818）

（� 16,744,284）
負 債
�
�
うち 1年内返済予定長
期借入金

�
�

（う ち 長 期 借 入 金）
（うち運営費交付金債務）

135,096,093
（26,212,605）

（78,999,418）
（1,884,635）

負 債
�
�
うち 1年内返済予定長
期借入金

�
�

（う ち 長 期 借 入 金）
（うち運営費交付金債務）

161,530,055
（33,060,679）

（98,712,023）
（1,663,614）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

5,586,128
（571,727）

（� 20,206）
（5,034,607）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

3,765,590
（571,727）

（� 17,228）
（3,211,091）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち事業資産譲渡原価）

17,682,868
（13,599,078）

21,934,869
（14,506,113）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち事業資産譲渡高）

19,506,385
（616,462）

（13,601,576）

23,290,267
（634,360）

（13,754,840）
臨 時 損 失 7,924 ―

臨 時 利 益 7,924 ―

当 期 純 利 益 1,823,516 1,355,398
当 期 総 利 益 1,823,516 1,355,398

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 1,823,516 1,355,398
（利 益 処 分 額）

積 立 金 1,823,516 1,355,398
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（建 設 譲 渡 事 業）

割賦譲渡元金収入等
（う ち 繰 上 償 還）
（うち割賦譲渡元金償却）

金 額 14,303,244千円
（1,320,822千円）
（701,668千円）

14,672,993千円
（1,420,131千円）
（1,207,902千円）

事業年度末割賦譲渡元金
残高

113,298,849千円 127,602,094千円

（貸 付 事 業）

貸 付 金 回 収 等
（う ち 繰 上 償 還）
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 7,696,908千円
（618,840千円）

（―）

8,885,451千円
（363,960千円）
（285,991千円）

事業年度末貸付金残高 件 数 162件 190件
金 額 28,080,821千円 35,777,730千円

上記貸付金等残高の独立行政法人会
計基準による分類

一 般 債 権 90,927,604千円 103,708,878千円
貸 倒 懸 念 債 権 46,086,622千円 54,729,295千円
破 産 更 生 債 権 等 4,365,444千円 4,941,650千円

計 141,379,670千円 163,379,824千円
貸 倒 引 当 金 18,973,518千円 19,880,575千円

�
�
�

�
�
�

貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（30） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

この独立行政法人は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出

資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業

者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的として設置されているもので

ある。その資本金は 19事業年度末現在で 1兆 0955億 4322万余円（うち国の出資 1兆 0945億 4322万余

円）となっている。

同法人の会計は、一般、産業基盤整備、施設整備等、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、工業

再配置等業務特別、産炭地域経過業務特別及び出資承継の 8勘定に区分して経理されており、その勘定

別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 一 般 勘 定

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

この勘定は、中小企業者の事業活動に係る助言、中小企業大学校における人材育成、中小企業者

の行う連携や事業の共同化等に必要な資金の貸付け及び創業・経営革新等の支援のための出資、助

成等の各種業務に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（う ち 事 業 貸 付 金）
（うち投資有価証券）

994,870,713
（121,791,616）
（597,644,408）
（198,180,356）

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（う ち 事 業 貸 付 金）
（うち投資有価証券）

996,471,217
（126,794,737）
（473,066,735）
（313,230,710）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）
（う ち 長 期 借 入 金）

26,619,481
（4,152,737）
（6,204,676）
（6,082,324）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち資産見返負債）
（う ち 長 期 借 入 金）

24,496,739
（4,613,703）
（4,241,908）
（6,537,296）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

968,251,231
（935,276,187）

（注 1）
（� 3,935,315）
（36,910,359）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

971,974,478
（935,276,187）

（� 3,005,398）
（39,703,689）

（注 1） 損益外減価償却累計額�4,212,730千円及び損益外減損損失累計額�33,662千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 34,182,922 28,602,550
�
�
うち経営基盤強化業務
費

�
�

（14,455,381） （16,187,306）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 財 務 収 益）

25,939,806
（14,554,002）
（3,295,808）

24,768,603
（12,997,921）
（3,123,271）

経 常 損 失 8,243,116 3,833,947
臨 時 損 失 26,666 3,485
臨 時 利 益 5,512,746 20,966,038
法人税、住民税及び事業
税

36,294 30,587

過年度法人税、住民税及
び事業税

― 312

当期純利益（�当期純損失） � 2,793,330 17,097,705
目 的 積 立 金 取 崩 額 2,826,112 2,989,204
当 期 総 利 益 32,782 20,086,910

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 32,782 20,086,910
（利 益 処 分 額）

積 立 金 32,782 20,086,910

� 主な業務実績

a 貸 付 業 務

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 け 件 数 79件 60件

金 額 176,123,098千円 10,597,828千円
貸 付 金 回 収 等
（う ち 繰 上 償 還）
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 52,715,033千円
（9,056,013千円）
（2,171,496千円）

90,954,192千円
（19,866,715千円）
（8,473,689千円）

事業年度末貸付金残高 件 数 3,775件 3,933件
金 額 654,448,986千円 531,040,921千円

上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 537,087,033千円 412,569,102千円
貸 倒 懸 念 債 権 60,557,375千円 60,497,632千円
破 産 更 生 債 権 等 56,804,578千円 57,974,186千円

貸 倒 引 当 金 103,970,131千円 111,616,415千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

	



�
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b 出 資 業 務

区 分 19事業年度 （18事業年度）

出 資 会 社 数 50社 47社

金 額 16,350,751千円 16,821,949千円

事業年度末出資金残高 会 社 数 183社 168社

金 額 87,198,623千円 80,966,211千円

イ 産業基盤整備勘定

����

����

この勘定は、事業者が事業資金を調達するための金融機関からの借入れ及び発行する社債につい

ての債務の保証等に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）
（う ち 求 償 権）

34,813,334
（9,079,218）
（23,406,956）
（3,774,351）

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）
（う ち 求 償 権）

36,120,788
（10,304,862）
（23,405,054）
（4,393,747）

負 債
（うち退職給付引当金）
	


うち保証債務損失引当
金

�
�

348,260
（166,841）
（162,139）

負 債
（うち退職給付引当金）
	


うち保証債務損失引当
金

�
�

342,066
（151,942）
（174,560）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

34,465,073
（31,790,506）

（注 2）
（898,658）
（1,775,908）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

35,778,722
（33,573,968）

（899,080）
（1,305,673）

（注 2） 損益外減価償却累計額1,761千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 153,822 141,021
�
�
うち経営基盤強化業務
費

�
�

（123,128） （110,359）

経 常 収 益
（うち債務保証料収入）
（う ち 財 務 収 益）

569,946
（46,444）
（498,657）

571,544
（54,609）
（510,235）

経 常 利 益 416,124 430,522
臨 時 損 失 ― 21,297
臨 時 利 益 54,140 254,135
法人税、住民税及び事業
税

31 34

当 期 純 利 益 470,234 663,326
当 期 総 利 益 470,234 663,326

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 470,234 663,326
（利 益 処 分 額）

積 立 金 470,234 663,326

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
増 加 し た 保 証 債 務 金 額 17,500千円 35,000千円
減 少 し た 保 証 債 務 金 額 2,431,259千円 3,121,977千円
年度末保証債務残高 件 数 108件 112件

金 額 15,314,072千円 17,727,832千円

ウ 施設整備等勘定

����

����

この勘定は、地域における新事業創出等のための事業用地の造成、管理、賃貸及び譲渡等の業務

に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 建 物）
（うち関係会社株式）

44,881,208
（6,761,290）
（11,778,920）
（9,560,778）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 建 物）
（うち関係会社株式）

48,597,511
（7,110,790）
（10,999,915）
（9,552,165）

負 債
�
�
うち 1年以内償還予定
債券

�
�

（う ち 長 期 借 入 金）

11,068,859
（3,671,300）

（4,717,891）

負 債
�
�
うち 1年以内償還予定
債券

�
�

（う ち 長 期 借 入 金）

16,189,886
（3,792,600）

（5,078,597）
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

33,812,349
（52,313,000）
（� 1,007）
（18,499,643）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

32,407,624
（51,271,000）
（� 1,007）
（18,862,368）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 4,195,018 4,006,421
�
�
うち経営基盤強化業務
費

�
�

（3,083,352） （2,995,593）

経 常 収 益 4,553,852 3,779,423
�
�
うち不動産関係事業収
入

�
�

（4,191,739） （3,313,665）

経常利益（�経常損失） 358,834 � 226,997
臨 時 損 失 ― 396
臨 時 利 益 8,612 1,159,452
法人税、住民税及び事業
税

4,722 4,288

過年度法人税、住民税及
び事業税

― 34

当 期 純 利 益 362,725 927,736
当 期 総 利 益 362,725 927,736

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 362,725 927,736
前 期 繰 越 欠 損 金 18,862,368 19,790,104

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 18,499,643 18,862,368

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
土 地 の 売 却 実 績 件 数 9件 9件

面 積 26ha 10ha
金 額 2,587,002千円 1,912,907千円

エ 小規模企業共済勘定


���

���

この勘定は、小規模企業共済事業及び小規模企業共済契約者に対する資金の貸付事業に関する経

理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 信 託 資 産）
�
�
うち貸付有価証券担保
預り運用資産

�
�

（うち投資有価証券）

9,920,227,206
（1,639,983,318）
（1,902,426,916）

（5,052,044,197）

資 産
（う ち 信 託 資 産）
�
�
うち貸付有価証券担保
預り運用資産

�
�

（うち投資有価証券）

10,170,062,108
（1,686,089,304）
（1,993,841,458）

（5,033,905,113）
負 債
（うち運営費交付金債務）
�
�
うち貸付有価証券担保
預り金

�
�

（う ち 責 任 準 備 金）

10,580,332,859
（239,789）

（1,902,426,916）

（8,606,085,624）

負 債
（うち運営費交付金債務）
�
�
うち貸付有価証券担保
預り金

�
�

（う ち 責 任 準 備 金）

10,649,859,924
（139,253）

（1,993,841,458）

（8,592,059,589）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

� 660,105,652
（15,518,000）

（注 3）
（� 10,618）
（675,613,034）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

� 479,797,816
（15,518,000）

（� 9,489）
（495,306,327）

（注 3） 損益外減価償却累計額�10,361千円が含まれている。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 801,917,009 608,549,283
�
�
うち経営環境対応業務
費

�
�

（801,529,652） （608,160,667）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）

621,611,877
（3,769,841）

701,794,934
（4,071,195）

�
�
うち共済事業掛金等収
入

�
�

（518,878,069） （510,995,490）

（うち資産運用収入） （90,824,823） （177,113,866）
経常利益（�経常損失） � 180,305,132 93,245,650
臨 時 損 失 669 77
法人税、住民税及び事業
税

905 976

過年度法人税、住民税及
び事業税

― 17

当期純利益（�当期純損失） � 180,306,707 93,244,579
当期総利益（�当期総損失） � 180,306,707 93,244,579

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 180,306,707 93,244,579
前 期 繰 越 欠 損 金 495,306,327 588,550,906

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 675,613,034 495,306,327

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
共 済 契 約 契 約 件 数 91,730件 92,961件

事業年度末
契 約 件 数

1,681,547件 1,702,236件

共 済 金 の 支 払 件 数 51,590件 50,322件
金 額 544,686,584千円 523,810,228千円

貸 付 け 件 数 139,809件 136,970件
金 額 456,540,718千円 435,427,590千円

貸 付 金 回 収 金 額 433,460,509千円 412,581,717千円
事業年度末貸付金残高 件 数 123,675件 120,797件

金 額 401,234,015千円 378,153,806千円

オ 中小企業倒産防止共済勘定

〔この勘定は、中小企業倒産防止共済事業に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 事 業 貸 付 金）
（うち投資有価証券）

620,420,655
（121,202,629）
（329,123,578）

資 産
（う ち 事 業 貸 付 金）
（うち投資有価証券）

612,933,949
（132,941,284）
（310,756,835）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち倒産防止共済基金）
�
�
うち完済手当金準備基
金

�
	

573,027,281
（264,188）

（500,182,080）
（40,483,513）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（うち倒産防止共済基金）
�
�
うち完済手当金準備基
金

�
	

565,529,698
（204,102）

（500,442,777）
（33,909,599）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

47,393,374
（47,421,855）

（注 4）
（� 44,402）
（15,921）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

47,404,250
（47,421,855）

（� 31,474）
（13,869）

（注 4） 損益外減価償却累計額�40,456千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 44,896,390 43,437,912
�
�
うち経営環境対応業務
費

�
�

（44,557,051） （43,123,022）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）

51,557,221
（1,505,219）

49,261,623
（1,466,887）

�
�
うち共済事業掛金等収
入

�
�

（43,905,175） （43,108,335）

（うち資産運用収入） （3,902,498） （2,696,974）
経 常 利 益 6,660,830 5,823,710
臨 時 損 失 6,660,558 6,861,446
臨 時 利 益 2,634 1,043,899
法人税、住民税及び事業
税

854 909

過年度法人税、住民税及
び事業税

― 17

当 期 純 利 益 2,051 5,236
当 期 総 利 益 2,051 5,236

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 2,051 5,236
（利 益 処 分 額）

積 立 金 2,051 5,236

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
共 済 契 約 契 約 件 数 16,982件 15,004件

事業年度末
契 約 件 数

293,008件 300,433件

貸 付 け 件 数 13,839件 13,322件
金 額 48,649,150千円 44,354,100千円

貸 付 金 回 収 等
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 66,827,326千円
（11,208,294千円）

84,343,063千円
（15,017,833千円）

事業年度末貸付金残高 件 数 44,405件 52,403件
金 額 155,339,476千円 173,517,652千円

上記貸付金残高の独立行政法人会計基
準による分類

一 般 債 権 96,921,182千円 102,275,843千円
貸 倒 懸 念 債 権 24,281,446千円 30,665,440千円
破 産 更 生 債 権 等 34,136,846千円 40,576,367千円

貸 倒 引 当 金 54,894,802千円 65,691,375千円
�
�

�
貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

	



�

カ 工業再配置等業務特別勘定

����

����

この勘定は、旧地域振興整備公団から承継した工業再配置の促進等に必要な工場用地等の管理、

譲渡に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 割 賦 売 掛 金）
（うち販売用不動産）

53,800,606
（17,971,075）
（11,559,612）
（13,544,507）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 割 賦 売 掛 金）
（うち販売用不動産）

58,813,035
（16,032,995）
（11,615,635）
（16,030,165）

負 債


�
うち 1年以内償還予定
債券

�


（うち地域振興整備債券）

37,992,940
（21,900,000）

（14,300,000）

負 債


�
うち 1年以内償還予定
債券

�


（うち地域振興整備債券）

50,847,523
（11,800,000）

（36,200,000）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

15,807,665
（4,360,000）

（注 5）
（� 8,179）
（11,455,844）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

7,965,511
（4,360,000）

（� 7,920）
（3,613,432）

（注 5） 損益外減価償却累計額�6,732千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち産業用地業務費）

6,272,692
（5,890,819）

6,374,389
（5,804,989）

経 常 収 益 13,295,843 9,608,821
�
�
うち不動産関係事業収
入

�
�

（12,968,567） （9,415,960）

経 常 利 益 7,023,151 3,234,432
臨 時 損 失 14,827 ―

臨 時 利 益 850,348 223,457
法人税、住民税及び事業
税

16,259 17,349

過年度法人税、住民税及
び事業税

― 34

当 期 純 利 益 7,842,412 3,440,506
当 期 総 利 益 7,842,412 3,440,506

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 7,842,412 3,440,506
（利 益 処 分 額）

積 立 金 7,842,412 3,440,506

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
土 地 の 売 却 実 績 件 数 54件 60件

面 積 102ha 55ha
金 額 12,507,461千円 8,908,069千円

キ 産炭地域経過業務特別勘定

����

���	

この勘定は、旧地域振興整備公団から承継した旧産炭地域の振興に必要な土地の管理、譲渡等に

関する経理を行うものである。


 貸 借 対 照 表

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（う ち 割 賦 売 掛 金）

35,068,831
（6,346,166）
（14,999,317）
（5,975,208）

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（う ち 割 賦 売 掛 金）

46,283,403
（17,345,693）

（―）
（6,198,842）

負 債
�
�
うち 1年以内償還予定
債券


�

（うち長期預り補助金等）

35,072,460
（13,500,000）

（11,863,137）

負 債
�
�
うち 1年以内償還予定
債券


�

（うち長期預り補助金等）

46,298,766
（8,000,000）

（11,825,475）
純 資 産

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

� 3,628
（注 6）

（� 22,121）
（18,492）

資 本

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

� 15,362

（� 15,362）
（―）

（注 6） 損益外減価償却累計額�8,057千円及び損益外減損損失累計額�11,171千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち産業用地業務費）

2,968,599
（2,710,516）

4,535,294
（4,319,527）

経 常 収 益 2,684,933 21,838,257
�
�
うち不動産関係事業収
入

�
�

（2,297,516） （4,811,879）

経常利益（�経常損失） � 283,666 17,302,962
臨 時 損 失 ― 16,210
臨 時 利 益 304,902 118,927
法人税、住民税及び事業
税

2,743 1,603

当 期 純 利 益 18,492 17,404,076
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 総 利 益 18,492 17,404,076
（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当 期 総 利 益 18,492 17,404,076
前 期 繰 越 欠 損 金 ― 17,404,076

（利 益 処 分 額）

積 立 金 18,492 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
土 地 の 売 却 実 績 件 数 17件 24件

面 積 44ha 67ha
金 額 2,127,999千円 4,662,563千円

ク 出資承継勘定

����

����

この勘定は、旧産業基盤整備基金が行っていた出資事業により取得した株式を承継し、その管

理、処分に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）
（うち関係会社株式）

8,021,048
（4,377,132）
（2,840,335）
（799,965）

資 産
（うち現金及び預金）
（うち投資有価証券）
（うち関係会社株式）

7,666,394
（2,873,571）
（3,978,999）
（799,310）

負 債
（うち退職給付引当金）

55,324
（39,367）

負 債
（うち退職給付引当金）

44,667
（40,973）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

7,965,724
（8,863,671）
（897,947）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

7,621,727
（8,863,671）
（1,241,944）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 47,091 111,297
�
�
うち経営基盤強化業務
費

�
�

（40,729） （103,669）

経 常 収 益 390,440 70,039
（う ち 出 資 金 収 益） （289,229） （60,700）
経常利益（�経常損失） 343,349 � 41,258
臨 時 利 益 655 15,674
法人税、住民税及び事業
税

7 9

当期純利益（�当期純損失） 343,996 � 25,592
当期総利益（�当期総損失） 343,996 � 25,592

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 343,996 � 25,592
前 期 繰 越 欠 損 金 1,241,944 1,216,351

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 897,947 1,241,944

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
出 資 残 高 会 社 数 25社 28社

金 額 3,640,301千円 4,778,310千円

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「自動車運行管理業務契約等に

おける労務費の算定に当たり、給与額等の算出の基礎となる実労働時間の取扱いを適切に定めるととも

に、健康保険料等の事業主負担額の算出を適切なものとするよう改善させたもの」（863ページ参照）
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を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国

が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」

（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲

記した。

（31） 独立行政法人都市再生機構

この独立行政法人は、次の業務を行うことなどにより都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与

することを目的として設置されているものである。

� 機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行

われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給

の支援に関する業務

� 都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務

その資本金は 19事業年度末現在で 9485億 0095万余円（うち国の出資 9465億 0062万余円）となって

いる。

同法人の会計は、都市再生及び宅地造成等経過の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の

19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 都市再生勘定

〔この勘定は、賃貸住宅業務及び既成市街地整備改善業務に関する経理を行うものである。〕

� 貸 借 対 照 表

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 物）

13,309,585,890
（8,291,758,926）
（3,349,613,395）

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 物）

13,536,913,959
（8,272,654,007）
（3,323,564,657）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち都市再生債券）

12,520,874,400
（10,390,789,340）
（536,590,573）

負 債
（う ち 長 期 借 入 金）
（うち都市再生債券）

13,034,758,307
（10,271,357,984）
（962,430,000）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

788,711,489
（860,810,912）
（23,706,216）
（95,805,638）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

502,155,651
（828,710,912）
（21,494,932）
（348,050,193）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（うち賃貸住宅業務費）

888,308,378
（365,721,875）

862,212,827
（362,463,446）

�
�
うち既成市街地整備改
善業務費

�
�

（246,283,294） （183,375,426）

経 常 収 益
（うち賃貸住宅業務収入）

1,221,367,484
（642,734,650）

1,027,235,830
（633,557,740）

�
�
うち既成市街地整備改
善業務収入

�
�

（502,167,110） （285,558,883）

経 常 利 益 333,059,106 165,023,002
臨 時 損 失 21,671,758 31,502,922
臨 時 利 益 703,206 21,880,538
当 期 純 利 益 312,090,554 155,400,618
宅地造成等経過勘定へ繰
入

59,846,000 103,619,000

当 期 総 利 益 252,244,554 51,781,618
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 252,244,554 51,781,618
前 期 繰 越 欠 損 金 348,050,193 399,831,811

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 95,805,638 348,050,193

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
都 市 機 能 更 新 24地区 24地区
土 地 有 効 利 用 34地区 39地区
防 災 公 園 街 区 整 備 9地区 10地区
居 住 環 境 整 備

市 街 地 再 開 発 20地区 25地区
民 間 供 給 支 援 2地区 4地区
再開発分譲住宅等 1,417戸 476戸
賃 貸 住 宅 の 建 設

住 宅 の 建 設 2,339戸 4,256戸
建 替 の 着 手 1,488戸 2,223戸
増 改 築 4,865戸 5,967戸
高齢者向け優良賃貸住
宅

1,225戸 1,579戸

賃 貸 住 宅 の 供 給

住 宅 の 供 給 3,948戸 7,371戸
賃貸住宅の事業年度末
現在管理戸数

767,069戸 768,608戸

既成市街地整備改善

整 備 敷 地 譲 渡 46.5ha 82.5ha
施 設 譲 渡 7.6ha 5.0ha
敷 地 賃 貸 4.1ha 7.0ha

イ 宅地造成等経過勘定

����

����

この勘定は、市街地整備特別業務、公園特別業務及び分譲住宅特別業務に関する経理を行うもの

である。

	 貸 借 対 照 表

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 設 仮 勘 定）

2,205,374,910
（606,628,906）
（350,643,078）

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 設 仮 勘 定）

2,714,008,449
（569,906,469）
（441,476,579）

負 債
（うち都市再生債券）
（う ち 長 期 借 入 金）

2,444,300,554
（579,917,836）
（479,713,667）

負 債
（うち都市再生債券）
（う ち 長 期 借 入 金）

2,773,854,225
（480,000,000）
（1,170,253,575）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）
（うち評価・換算差額等）


 238,925,643
（87,690,038）
（325,643,471）
（
 972,210）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）


 59,845,775
（87,690,038）
（147,535,814）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 600,846,347 488,347,302
�
�
うち市街地整備特別業
務費

�
�

（315,055,718） （365,049,026）

�
�
うち販売用不動産等評
価損

�
�

（236,340,978） （94,125,094）

経 常 収 益 374,548,738 452,317,302
�
�
うち市街地整備特別業
務収入

�
�

（298,176,920） （379,456,124）

（うち補助金等収益） （47,894,287） （45,442,232）
経 常 損 失 226,297,609 36,029,999
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

臨 時 損 失 11,656,048 23,816,807
臨 時 利 益 ― 435
当 期 純 損 失 237,953,657 59,846,371
都市再生勘定より受入 59,846,000 103,619,000
当期総利益（�当期総損失） � 178,107,657 43,772,628

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 178,107,657 43,772,628
前 期 繰 越 欠 損 金 147,535,814 191,308,442

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 325,643,471 147,535,814

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
ニ ュ ー タ ウ ン 整 備

大 都 市 圏 51地区 53地区
地 方 都 市 9地区 9地区
宅 地 の 供 給

分 譲 491.0ha 425.2ha
賃 貸 63.8ha 63.6ha

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「緊急連絡員業務及び管理連絡

員業務の委託契約における経費の算定に当たり、委託先の職員の直接経費を算出してこれに経費率を乗

ずるなど業務の実態を反映した適切なものとするよう是正改善の処置を求めたもの」（868ページ参照）

を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国

が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」

（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）を掲

記した。

（32） 独立行政法人奄美群島振興開発基金

この独立行政法人は、奄美群島振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給することなどにより、

一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的として設置されているものである。その

資本金は 19事業年度末現在で 149億 3377万余円（うち国の出資 93億 0127万余円）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 20,384,899 21,222,071
（う ち 長 期 貸 付 金） （9,980,261） （10,518,092）
（うち長期保証債務見返） （7,493,963） （8,668,078）
負 債 10,337,615 11,707,049
（うち長期保証債務） （7,493,963） （8,668,078）
（う ち 長 期 借 入 金） （851,234） （1,089,929）

（注）
純 資 産 10,047,284 9,515,021
（う ち 資 本 金） （14,933,771） （14,431,771）
（う ち 繰 越 欠 損 金） （4,886,487） （4,916,749）
（注） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、19

事業年度からは純資産の区分となった。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 462,848 521,156
（うち求償権償却引当金繰入） （188,939） （212,105）
（う ち 職 員 給 与） （109,367） （118,977）
経 常 収 益 470,598 516,233
（うち貸付金利息収入） （179,148） （198,085）
（うち保証債務損失引当金戻入） （152,729） （164,979）
経常利益（�経常損失） 7,749 � 4,923
臨 時 損 失 30 39
臨 時 利 益 22,543 22,709
当 期 純 利 益 30,262 17,746
当 期 総 利 益 30,262 17,746

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 30,262 17,746
前 期 繰 越 欠 損 金 4,916,749 4,934,496

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 4,886,487 4,916,749

� 主な業務実績

a 保 証 業 務

区 分 19事業年度 （18事業年度）
保 証 承 諾 件 数 172件 143件

金 額 2,274,456千円 2,201,900千円
償 還 件 数 276件 352件

金 額 2,776,104千円 3,377,937千円
代 位 弁 済 件 数 18件 53件

金 額 423,781千円 444,473千円
事業年度末保証債務残高 件 数 921件 1,043件

金 額 8,013,379千円 8,920,119千円

b 融 資 業 務

区 分 19事業年度 （18事業年度）
貸 付 け 件 数 130件 142件

金 額 1,823,187千円 1,680,715千円
貸 付 金 回 収 等 金 額 2,207,824千円 2,316,935千円
（う ち 貸 付 金 償 却） （33,327千円） （182,668千円）
事業年度末貸付金残高 件 数 1,551件 1,598件

金 額 10,391,261千円 10,775,899千円
上記貸付金残高の独立行政法
人会計基準による分類

一 般 債 権 6,573,870千円 7,019,329千円
貸 倒 懸 念 債 権 1,241,039千円 1,264,492千円
破 産 更 生 債 権 等 2,576,351千円 2,492,076千円

（注）
貸 倒 引 当 金 1,907,513千円 1,923,381千円
（注） 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、債権額から

担保の処分可能見込額等を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債権につい

ては、債権額から担保の処分可能見込額等を控除し、その残額のうち必要と認める額とされてい

る。上記以外の債務者に係る債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績率等に基づ

き算出した額とされている。

�����������������������������

�����������������������������

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「観光関連産業振興資金の貸付

けが不当と認められるもの」（872ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会から

の検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合

等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、

契約の状況について」（1082ページ参照）を掲記した。
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（33） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

この独立行政法人は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路

株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連

絡高速道路株式会社（以下「会社」と総称する。）に対する貸付け、日本道路公団、首都高速道路公団、阪

神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務（以下「承継債務」という。）その他の高速道路

の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の

軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として設置

されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 4兆 7280億 7454万余円（うち国の出資 3兆

5676億 2210万余円）となっている。

同法人の会計は、高速道路及び鉄道の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度

の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

なお、独立行政法人会計基準が 19年 11月 19日に改訂されたことに伴い、18事業年度までは資本の

区分であったが 19事業年度からは純資産の区分に変更され、また、19事業年度の額と 18事業年度の

額とを一部対比できないものがある。

ア 高速道路勘定

�
�
�

この勘定は、高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け並びに承継債務等の返済に係る

業務等に関する経理を行うものである。

�
�
�

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 構 築 物）
（う ち 土 地）

41,729,735,615
（28,851,472,542）
（8,085,862,677）

資 産
（う ち 構 築 物）
（う ち 土 地）

42,168,175,830
（28,339,455,879）
（7,965,879,975）

負 債
（う ち 機 構 債）
（う ち 長 期 借 入 金）

35,339,162,555
（19,415,077,147）
（10,874,732,211）

負 債
（う ち 機 構 債）
（う ち 長 期 借 入 金）

36,307,891,910
（20,071,138,800）
（10,960,717,048）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

6,390,573,060
（4,707,184,042）
（847,605,416）
（835,783,601）

資 本
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

5,860,283,919
（4,575,684,042）
（847,605,416）
（436,994,460）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 1,495,426,276 1,513,091,765
�
�
うち道路資産貸付業務
費

�
�

（894,145,976） （898,313,442）

（う ち 財 務 費 用） （577,589,096） （607,584,049）
経 常 収 益 1,890,362,322 1,886,973,968
�
�
うち道路資産貸付料収
入

�
�

（1,880,612,930） （1,877,364,511）

経 常 利 益 394,936,045 373,882,202
臨 時 損 失 3,726,614 295,084
臨 時 利 益 7,579,709 11,358,122
当 期 純 利 益 398,789,140 384,945,240
当 期 総 利 益 398,789,140 384,945,240

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 398,789,140 384,945,240
（利 益 処 分 額）

積 立 金 398,789,140 384,945,240
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
道路資産の年度末保有・貸付延長 9,985� 9,971㎞
会社からの債務引受額 609,079,000千円 140,220,000千円
機構債の発行による資金の調達額 3,093,000,000千円 2,720,000,000千円
債 務 返 済 額 4,590,977,643千円 4,033,528,886千円
年 度 末 債 務 残 高 35,223,603,668千円 36,112,502,311千円

イ 鉄 道 勘 定

�
�
�

この勘定は、本州と四国を連絡する鉄道施設の管理及び当該鉄道施設を鉄道事業者に利用させる

業務等に関する経理を行うものである。

�
�
�

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 構 築 物）
（う ち 土 地）

294,698,581
（244,462,748）
（32,827,179）

資 産
（う ち 構 築 物）
（う ち 土 地）

302,969,977
（252,725,093）
（32,827,179）

負 債


�
うち鉄道施設建設見返
債務

�


273,488,106
（262,441,479）

負 債


�
うち鉄道施設建設見返
債務

�


281,623,517
（270,891,880）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

21,210,475
（20,890,500）

（注 1）
（� 105,270）
（425,245）

資 本
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

21,346,460
（20,890,500）

（注 2）
（1,297,790）
（841,829）

（注 1） 損益外減価償却累計額�1,403,061千円及び損益外減損損失累計額�2,061,460千円が含まれている。
（注 2） 損益外減損損失累計額�2,061,460千円が含まれている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 8,904,709 9,890,070
�
�
うち鉄道施設利用業務
費

�
�

（8,898,114） （9,884,889）

経 常 収 益 9,374,159 9,356,072
�
�
うち鉄道施設建設見返
債務戻入

�
�

（8,450,400） （8,405,073）

経常利益（�経常損失） 469,449 � 533,997
臨 時 損 失 334,924 36,636
臨 時 利 益 1,132,550 ―

当期純利益（�当期純損失） 1,267,075 � 570,633
当期総利益（�当期総損失） 1,267,075 � 570,633

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） 1,267,075 � 570,633
前 期 繰 越 欠 損 金 841,829 271,196

（利益処分額又は損失処理額）

次 期 繰 越 欠 損 金 ― 841,829
積 立 金 425,245 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
年 度 末 保 有 延 長 35� 35�

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。
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（34） 独立行政法人日本原子力研究開発機構

この独立行政法人は、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するた

めの高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベ

ル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成

果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利

用の促進に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で

8085億 9449万余円（うち国の出資 7921億 7511万余円）となっている。

同法人の会計は、一般及び電源利用の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度

の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 一 般 勘 定

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

269,904,391 269,764,919
（73,541,579）
（67,738,560）

（80,677,302）
（67,571,291）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

41,636,831 41,672,969
（4,649,290）
（10,990,005）
（22,775,200）

（3,774,762）
（11,250,750）
（22,099,783）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

228,267,560 228,091,949
（264,331,127）

（� 35,817,416）
（� 421,760）

（264,331,127）
（注 2）

（� 35,966,175）
（� 97,392）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。

（注 2） 損益外減価償却累計額�56,091,880千円及び損益外減損損失累計額�3,125,532千円が含まれてい
る。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

64,854,567
（56,232,326）

64,844,734
（56,526,370）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち政府受託研究収入）

65,203,847
（54,385,246）
（4,094,962）

64,985,040
（56,125,587）
（3,850,802）

経 常 利 益 349,279 140,306
臨 時 損 失 55,720 53,871
臨 時 利 益 55,722 53,871
法人税、住民税及び事業
税

24,912 27,166

当 期 純 利 益 324,368 113,140
当 期 総 利 益 324,368 113,140

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 324,368 113,140
前 期 繰 越 欠 損 金 421,760 534,900

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 97,392 421,760

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
34
）

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

― 1468―



� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

我が国の存立基盤となる
エネルギーの安定供給と
地球環境問題の同時解決
を目指した原子力システ
ムの研究開発

11,448,281 12,019,863

量子ビーム利用の新たな
領域の開拓により科学技
術の進展と産業の振興に
貢献するための研究開発

13,051,182 11,059,020

原子力利用の安全の確保
と核不拡散に貢献するた
めの活動及び共通的科学
技術基盤の高度化

21,791,595 20,731,501

自らの原子力施設の廃止
措置及び放射性廃棄物の
処理・処分

5,391,058 5,498,840

我が国における原子力研
究開発の中核機関として
の国内外との連携強化と
社会からの要請に応えて
いくための活動

10,582,554 12,712,334

イ 電源利用勘定

�
�
�

この勘定は、核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開

発等の電源利用対策業務に関する経理を行うものである。

�
�
�

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 機 械 ・ 装 置）
（う ち 建 設 仮 勘 定）

506,349,933
（118,824,119）
（172,366,624）

520,218,891
（147,499,179）
（164,319,229）

負 債
（うち運営費交付金債務）
（う ち 未 払 金）
（うち資産見返負債）

91,008,300
（16,554,559）
（19,627,954）
（44,152,083）

62,212,729
（8,796,585）
（17,867,436）
（30,693,979）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

415,341,633
（544,263,362）

（注 3）
（
 131,914,438）

（2,992,709）

458,006,162
（544,263,362）

（
 91,503,593）
（5,246,393）

（注 3） 損益外減価償却累計額
115,953,569千円及び損益外減損損失累計額
15,685,335千円が含まれてい
る。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

101,525,855
（88,840,145）

95,121,460
（85,812,238）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち政府受託研究収入）

101,018,321
（83,410,528）
（7,673,812）

98,349,756
（86,227,173）
（4,091,312）

経常利益（
経常損失） 
 507,533 3,228,296
臨 時 損 失 1,901,430 35,233
臨 時 利 益 186,007 35,200
法人税、住民税及び事業
税

30,727 31,850

当期純利益（
当期純損
失）


 2,253,683 3,196,412

当期総利益（
当期総損
失）


 2,253,683 3,196,412

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当
期未処理損失）

当期総利益（
当期総損
失）


 2,253,683 3,196,412
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 3,196,412
積 立 金 取 崩 額 2,253,683 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

我が国の存立基盤となる
エネルギーの安定供給と
地球環境問題の同時解決
を目指した原子力システ
ムの研究開発

73,466,599 67,626,356

原子力利用の安全の確保
と核不拡散に貢献するた
めの活動及び共通的科学
技術基盤の高度化

2,426,734 2,701,907

自らの原子力施設の廃止
措置及び放射性廃棄物の
処理・処分

14,210,449 13,425,454

我が国における原子力研
究開発の中核機関として
の国内外との連携強化と
社会からの要請に応えて
いくための活動

8,681,144 8,383,422

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「一般競争契約によるリース契

約の締結に当たり、公正性及び透明性を確保するとともに競争の利益を享受するため、リース物件の納

入業者及び調達価格をあらかじめ決定することなく入札に付するよう改善させたもの」（874ページ参

照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び

国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等につい

て」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ページ参照）

を掲記した。

（35） 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

この独立行政法人は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平

成 19年法律第 110号。以下「国民年金法等改正法」という。）第 7条の規定による改正前の厚生年金保険法

（昭和 29年法律第 115号。以下「旧厚生年金保険法」という。）第 79条又は国民年金法等改正法第 3条の規

定による改正前の国民年金法（昭和 34年法律第 141号。以下「旧国民年金法」という。）第 74条の施設及び

健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 150条第 1項又は第 2項の事業（政府が管掌する健康保険に係るも

のに限る。）の用に供する施設であって厚生労働大臣が定めるもの（以下「年金福祉施設等」という。）の譲

渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民

年金事業及び政府が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的として設置されている

ものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1479億 1141万余円（全額国の出資）となっている。

同法人の会計は厚生年金、国民年金及び健康保険の 3勘定に区分して経理されており、その勘定別の

19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 厚生年金勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、旧厚生年金保険法の事業の用に供する施設であって、厚生労働大臣が定めるものの

譲渡又は廃止等の業務に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（うち販売用不動産）

119,057,037
（11,313,520）
（13,390,000）
（93,938,423）

137,128,825
（19,834,208）

（―）
（117,264,858）

負 債
（う ち 預 り 金）
（うち未払消費税等）

1,014,752
（658,146）
（238,364）

338,591
（247,235）
（49,902）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（注 4）
（う ち 国 庫 納 付 金）

118,042,284
（103,046,166）

（注 2）
（12,681,188）
（19,926,162）

（�17,611,232）

136,790,234
（121,692,939）

（注 3）
（6,182,950）
（10,202,626）

（� 1,288,282）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、

19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。
（注 2） 評価替差額金�20,246,581千円が含まれている。
（注 3） 評価替差額金�8,098,046千円が含まれている。
（注 4） 国庫納付金は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法（平成 17年法律第 71号）第 15条第 1

項の規定により納付することとされている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

12,361,565
（12,256,584）

9,491,912
（9,385,342）

経 常 収 益
（う ち 業 務 収 入）

21,802,240
（21,720,450）

17,648,120
（17,634,495）

経 常 利 益 9,440,674 8,156,208
臨 時 損 失 ― 42,048
臨 時 利 益 282,861 42,048
当 期 純 利 益 9,723,535 8,156,208
当 期 総 利 益 9,723,535 8,156,208

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 9,723,535 8,156,208
前 期 繰 越 利 益 10,202,626 2,046,418

（利 益 処 分 額）

次 期 繰 越 利 益 19,926,162 10,202,626

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
年金福祉施設等の売却実
績

物 件 数 51件 33件

金 額 21,699,079千円 17,618,295千円

イ 国民年金勘定

�
�
�

	


�

この勘定は、旧国民年金法の事業の用に供する施設であって、厚生労働大臣が定めるものの譲渡

又は廃止等の業務に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（うち販売用不動産）

26,871,490
（2,061,774）
（5,060,000）
（19,742,362）

32,913,481
（4,133,508）

（―）
（28,771,217）

負 債
（う ち 預 り 金）
（うち未払消費税等）

344,566
（268,818）
（64,884）

152,455
（68,261）
（61,531）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

（注 4）

26,526,924
（23,827,704）

（注 5）
（1,262,967）
（3,864,485）

32,761,026
（29,865,964）

（注 6）
（1,322,610）
（1,572,451）

（う ち 国 庫 納 付 金） （�2,428,233） （―）

（注 5） 評価替差額金�8,858,879千円が含まれている。
（注 6） 評価替差額金�2,760,977千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 3,105,964 2,728,147
（う ち 業 務 費） （3,089,367） （2,701,283）
経 常 収 益 5,187,820 4,261,120
（う ち 業 務 収 入） （5,164,697） （4,259,151）
経 常 利 益 2,081,856 1,532,972
臨 時 損 失 ― 10,862
臨 時 利 益 210,178 139,813
当 期 純 利 益 2,292,034 1,661,923
当 期 総 利 益 2,292,034 1,661,923

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 2,292,034 1,661,923
前期繰越利益（�前期繰越欠損金） 1,572,451 � 89,472

（利 益 処 分 額）

次 期 繰 越 利 益 3,864,485 1,572,451

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
年金福祉施設等の売却実
績

物 件 数 39件 21件

金 額 5,162,121千円 4,254,295千円

ウ 健康保険勘定

�
�
�

�
	



この勘定は、健康保険法の事業の用に供する施設であって、厚生労働大臣が定めるものの譲渡又

は廃止等の業務に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 有 価 証 券）
（うち販売用不動産）

30,934,830
（9,447,759）
（2,450,000）
（19,031,581）

32,234,797
（5,108,008）

（―）
（27,120,583）

負 債
（う ち 未 払 金）
（うち未払消費税等）

492,665
（175,727）
（164,534）

128,549
（27,880）
（77,963）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（ う ち 利 益 剰 余 金 ）

（注 4）

30,442,165
（21,037,546）

（注 7）
（5,308,023）
（8,295,692）

32,106,247
（27,681,939）

（注 8）
（2,279,329）
（2,144,978）

（う ち 国 庫 納 付 金） （� 4,199,096） （―）

（注 7） 評価替差額金�5,383,687千円が含まれている。
（注 8） 評価替差額金�1,767,987千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 4,857,145 3,071,656
（う ち 業 務 費） （4,838,985） （3,048,654）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 10,415,246 5,289,712
（う ち 業 務 収 入） （10,396,384） （5,285,629）
経 常 利 益 5,558,100 2,218,055
臨 時 損 失 ― 42,225
臨 時 利 益 592,614 42,225
当 期 純 利 益 6,150,714 2,218,055
当 期 総 利 益 6,150,714 2,218,055

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 6,150,714 2,218,055
前期繰越利益（�前期繰越欠損金） 2,144,978 � 73,077

（利 益 処 分 額）

次 期 繰 越 利 益 8,295,692 2,144,978

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
年金福祉施設等の売却実
績

物 件 数 46件 27件

金 額 10,390,800千円 5,274,504千円

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（36） 年金積立金管理運用独立行政法人

この独立行政法人は、厚生労働大臣から寄託された積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益

を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1億円（全額国の出資）となってい

る。

同法人の会計は、厚生年金、国民年金、総合及び承継資金運用の 4勘定に区分して経理されており、

その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

ア 厚生年金勘定

�
�
�

�
�
	

この勘定は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金から寄託された資金の管理業務に関する

経理を行うものである。


 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 110,946,800,277 102,920,246,177
（うち総合勘定繰入金） （110,946,800,277） （99,489,463,346）
（う ち 未 収 金） （―） （3,430,782,831）
負 債 105,110,644,965 90,824,766,338
（運 用 寄 託 金）

（注 1）
純 資 産 5,836,155,312 12,095,479,839
（う ち 積 立 金） （10,871,661,781） （8,664,697,008）
�
�
うち当期未処分利益又
は当期未処理損失


�

（� 5,035,506,468） （3,430,782,831）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂（19年 11月 19日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。以下の他勘定についても同様である。
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

総合勘定分配金収入 � 5,035,506,468 3,430,782,831
（�総合勘定繰入金減額損）
当期純利益（�当期純損失） � 5,035,506,468 3,430,782,831
当期総利益（�当期総損失） � 5,035,506,468 3,430,782,831

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） � 5,035,506,468 3,430,782,831
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 3,430,782,831
積 立 金 取 崩 額 5,035,506,468 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

運 用 寄 託 金 残 高 105,110,644,965 90,824,766,338

イ 国民年金勘定

�
�
�

�
	



この勘定は、年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金から寄託された資金の管理業務に関する

経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 8,036,894,142 6,607,845,950
（うち総合勘定繰入金） （8,036,894,142） （6,387,635,885）
（う ち 未 収 金） （―） （220,210,065）
負 債 7,643,797,047 5,814,045,437
（運 用 寄 託 金）

純 資 産 393,097,094 793,800,513
（う ち 積 立 金） （715,893,344） （573,590,448）
�

うち当期未処分利益又
は当期未処理損失

�
�

（� 322,796,249） （220,210,065）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

総合勘定分配金収入 �322,796,249 220,210,065
（�総合勘定繰入金減額損）
当期純利益（�当期純損失） �322,796,249 220,210,065
当期総利益（�当期総損失） �322,796,249 220,210,065

（利益の処分又は損失の処理）

（当期未処分利益又は当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） �322,796,249 220,210,065
（利益処分額又は損失処理額）

積 立 金 ― 220,210,065
積 立 金 取 崩 額 322,796,249 ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

運 用 寄 託 金 残 高 7,643,797,047 5,814,045,437

ウ 総 合 勘 定

�
�
�

�
	



この勘定は、厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の管理及び

運用業務に関する経理を行うものである。

第
6
章

第
2
節

第
7

2

独
立
行
政
法
人

（
36
）

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

― 1474―



� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 143,527,119,894 134,377,711,353

（うち金銭等の信託）
（注 2）

（119,886,755,819） （114,527,823,135）
（うち承継資金運用勘定融通資金） （23,638,900,000） （19,824,750,000）
負 債 143,527,019,894 134,377,611,353
（うち厚生年金勘定受入金） （110,946,800,277） （99,489,463,346）
（うち承継資金運用勘定受入金） （24,533,634,590） （24,556,615,991）
純 資 産 100,000 100,000
（注 2） 流動資産及び投資その他の資産の金銭等の信託の合計額である。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 5,554,103,127 33,014,287
（う ち 運 用 諸 費） （34,808,128） （31,477,147）
経 常 収 益 1,090,169 3,944,825,413
（うち資産運用収益） （―） （3,944,544,772）
経常利益（�経常損失） �5,553,012,957 3,911,811,125
臨 時 損 失 ― 878
臨 時 利 益 821 23,648,070
他 勘 定 分 配 金 繰 入 ― 3,935,458,317
（うち厚生年金勘定分配金繰入） （―） （3,430,782,831）
他勘定受入金減額益 5,553,012,135 ―

（うち厚生年金勘定受入金減額益） （5,035,506,468） （―）

当 期 純 利 益 ― ―

当 期 総 利 益 ― ―

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
億円 億円

（注 3）
運用資産の資産構成状況

国 内 債 券 855,237 737,522
国 内 株 式 137,923 190,676
外 国 債 券 96,641 90,694
外 国 株 式 109,057 126,376
短 期 資 産 9 10

（注 3） 運用資産の資産構成状況は同法人の公表に基づくものである。

エ 承継資金運用勘定

�
�
�

	


�

この勘定は、旧年金福祉事業団が、厚生年金保険事業及び国民年金事業の財政基盤の強化に資す

るなどのため政府から調達した資金の管理及び運用業務に関する経理を行うものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 24,533,634,590 24,841,081,412
（うち総合勘定繰入金） （24,533,634,590） （24,556,615,991）
負 債 27,440,431,528 27,460,689,367
（うち総合勘定より融通資金） （23,638,900,000） （19,824,750,000）
（うち 1年以内返済予定長期借入金） （3,275,550,000） （3,814,150,000）
純 資 産 � 2,906,796,938 � 2,619,607,954
（当 期 未 処 理 損 失）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 92,494,640 174,697,436
（借 入 金 利 息）

経 常 収 益 15,075 940
（雑 益）
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 損 失 �92,479,565 � 174,696,495
総合勘定分配金収入 �194,709,417 284,465,420
（�総合勘定繰入金減額損）
当期純利益（�当期純損失） �287,188,983 109,768,925
当期総利益（�当期総損失） �287,188,983 109,768,925

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当期総利益（�当期総損失） �287,188,983 109,768,925
前 期 繰 越 欠 損 金 �2,619,607,954 � 2,729,376,880

（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 �2,906,796,938 � 2,619,607,954

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

財政融資資金借入金返済 3,814,150,000 3,747,100,000

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（37） 独立行政法人住宅金融支援機構

この独立行政法人は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付

債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建

設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による

融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の

建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与す

ることを目的として設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 3197億円（全額国

の出資）となっている。

なお、同法人は、19年 4月 1日、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17年法律第 82号）附則第 3条

の規定により、国が承継する資産を除き、解散した住宅金融公庫
（注）
の一切の権利及び義務を承継して設立

されたものである。

同法人の会計は、証券化支援、住宅融資保険、財形住宅資金貸付、住宅資金貸付等及び既往債権管理

の 5勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業

務実績は次のとおりである。

（注） 住宅金融公庫の 19年 3月 31日現在における貸借対照表上の資産は 47兆 8096億 6099万余円、負債は

47兆 5128億 5458万余円及び資本は 2968億 0641万余円である。

ア 証券化支援勘定

�
�
�

�
�
	

この勘定は、証券化の仕組みにより、民間の金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの供給

を支援する業務に関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 買 取 債 権）

3,205,530,484
（2,781,728,949）

負 債
（う ち 債 券）

2,950,735,500
（2,653,272,760）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

254,794,983
（271,300,000）
（16,505,016）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（うち資金調達費用）

69,747,554
（47,666,956）

経 常 収 益
（うち資金運用収益）

69,276,053
（68,322,180）

経 常 損 失 471,501
特 別 損 失 2,825,947
当 期 純 損 失 3,297,449
当 期 総 損 失 3,297,449

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 3,297,449
前 期 繰 越 欠 損 金 13,207,567
（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 16,505,016

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
買 取 り 件 数 38,806件

金 額 862,902,620千円
買 取 債 権 回 収 等
（うち任意繰上償還）
（うち買取債権償却）

金 額 128,609,946千円
（73,263,997千円）
（67,575千円）

年度末買取債権残高 件 数 133,912件
金 額 2,781,728,949千円

保 険 関 係 成 立 件 数 3,407件
保 険 価 額 89,413,880千円

上記買取債権残高のうち民間金融機
関のリスク管理債権の開示基準を参
考に機構において開示している債権

破 綻 先 債 権 875,892千円
延 滞 債 権 3,754,030千円
3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 2,093,853千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 2,762,450千円

計 9,486,227千円

（注）
貸 倒 引 当 金 6,241,743千円
（注） 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、個々の債権ごとに

担保等による回収可能見込額を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債権について

は、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除した残額について、過去の一定期間における実

績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。上記以外の債務者に係る債権については、過

去の一定期間における実績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

イ 住宅融資保険勘定

�
�
�

�
	



この勘定は、民間金融機関の住宅ローンについて信用補完を行い、円滑な供給を支援する業務に

関する経理を行うものである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）

32,629,556
（30,612,817）

負 債
（うち保険契約準備金）

19,320,747
（18,733,170）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）

13,308,809
（18,000,000）
（4,691,190）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（うち保険引受費用）

2,993,728
（2,544,546）

経 常 収 益
（うち保険引受収益）

3,077,223
（2,653,575）

経 常 利 益 83,494
特 別 利 益 222,584
当 期 純 利 益 306,079
当 期 総 利 益 306,079

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 利 益 306,079
前 期 繰 越 欠 損 金 4,997,269
（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 4,691,190

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
保 険 関 係 成 立 件 数 5,235件

保 険 価 額 82,567,675千円
保 険 金 支 払 件 数 591件

金 額 2,429,794千円

ウ 財形住宅資金貸付勘定

�
�
�

�
	



この勘定は、財形貯蓄を行っている勤労者に対し住宅ローンを供給する業務に関する経理を行う

ものである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 貸 付 金）

1,196,505,362
（1,182,369,593）

負 債
（う ち 借 入 金）
（う ち 債 券）

1,164,940,924
（211,172,000）
（950,410,605）

純 資 産
（う ち 利 益 剰 余 金）

31,564,437
（31,564,437）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（うち資金調達費用）

13,712,065
（11,998,551）

経 常 収 益
（うち資金運用収益）

20,512,929
（20,464,652）

経 常 利 益 6,800,863
特 別 損 失 808,497
当 期 純 利 益 5,992,366
当 期 総 利 益 5,992,366
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区 分 19事業年度
千円

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 5,992,366
（利 益 処 分 額）

積 立 金 5,992,366

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
財形住宅資金貸付け 件 数 1,232件

金 額 19,966,120千円
財形住宅資金貸付金回収
等
（うち任意繰上償還）
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 123,645,928千円

（61,089,530千円）
（103,370千円）

年度末財形住宅資金貸付
金残高

件 数 113,091件

金 額 1,182,369,593千円
上記のうち民間金融機関のリスク管
理債権の開示基準を参考に機構にお
いて開示している債権

破 綻 先 債 権 453,457千円
延 滞 債 権 1,595,672千円
3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 265,322千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 4,882,607千円

計 7,197,060千円

（注）
貸 倒 引 当 金 2,734,653千円
（注） 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、個々の債権ごとに

担保等による回収可能見込額を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債権について

は、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除した残額について、過去の一定期間における実

績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。上記以外の債務者に係る債権については、過

去の一定期間における実績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

エ 住宅資金貸付等勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、民間では資金供給が困難な災害関連、密集市街地建替等に限定して融資等を実施す

る業務、団体信用生命保険（共済）業務、住情報提供業務等に関する経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（う ち そ の 他 資 産）
（うち保証債務見返）

1,906,774,662
（405,088,856）
（490,729,502）
（923,502,805）

負 債
（う ち 債 券）
（う ち 保 証 債 務）

1,509,399,394
（497,854,850）
（923,502,805）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

397,375,267
（20,800,000）
（376,575,267）


 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（うち保険引受費用）

265,723,678
（248,155,962）

経 常 収 益
（うち保険引受収益）

251,547,146
（231,942,477）

経 常 損 失 14,176,531
特 別 利 益 8,788,720
当 期 純 損 失 5,387,811
目 的 積 立 金 取 崩 額 14,789,576
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区 分 19事業年度
千円

当 期 総 利 益 9,401,765
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 9,401,765
（利 益 処 分 額）

積 立 金 9,401,765

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
住 宅 資 金 貸 付 け 等 件 数 91,576件

金 額 711,008,747千円
住宅資金貸付金回収等
（うち任意繰上償還）
（うち貸付金償却等）

金 額 90,338,021千円
（6,390,166千円）
（20,027,418千円）

年度末住宅資金貸付金等
残高

件 数 89,949件

金 額 772,758,878千円
上記のうち民間金融機関のリスク管
理債権の開示基準を参考に機構にお
いて開示している債権

破 綻 先 債 権 43,889,848千円
延 滞 債 権 217,729,664千円
3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 530,677千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 13,125,711千円

計 275,275,902千円

（注）
貸 倒 引 当 金 258,958,137千円
（注） 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、個々の債権ごとに

担保等による回収可能見込額を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債権について

は、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除した残額について、過去の一定期間における実

績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。上記以外の債務者に係る債権については、過

去の一定期間における実績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

オ 既往債権管理勘定

�
�
�

�
�
�

この勘定は、旧住宅金融公庫が 16事業年度までに申込みを受理した債権の管理回収業務に関す

る経理を行うものである。

	 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 貸 付 金）
（う ち 貸 倒 引 当 金）

37,861,735,654
（37,894,902,537）
（812,707,355）

負 債
（う ち 借 入 金）
（う ち 債 券）

38,380,502,932
（32,563,148,000）
（5,403,070,462）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 繰 越 欠 損 金）


 518,767,277
（9,600,000）
（528,367,277）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 費 用
（うち資金調達費用）

1,505,105,037
（1,297,906,747）

経 常 収 益
（うち資金運用収益）

1,329,186,645
（1,244,689,424）

経 常 損 失 175,918,391
特 別 利 益 6,615,024
当 期 純 損 失 169,303,367
当 期 総 損 失 169,303,367
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区 分 19事業年度
千円

（損 失 の 処 理）

（当期未処理損失）

当 期 総 損 失 169,303,367
前 期 繰 越 欠 損 金 359,063,909
（損 失 処 理 額）

次 期 繰 越 欠 損 金 528,367,277

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
既 往 債 権 回 収 等
（うち任意繰上償還）
（う ち 貸 付 金 償 却）

金 額 4,326,693,430千円
（2,358,692,083千円）
（71,407,072千円）

年度末既往債権貸付金残
高

件 数 2,994,997件

金 額 37,894,902,537千円
上記のうち民間金融機関のリスク管
理債権の開示基準を参考に機構にお
いて開示している債権

破 綻 先 債 権 256,179,432千円
延 滞 債 権 910,457,485千円
3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 86,496,015千円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 2,023,528,684千円

計 3,276,661,617千円

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（注）
貸 倒 引 当 金 812,707,355千円
（注） 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、個々の債権ごとに

担保等による回収可能見込額を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債権について

は、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除した残額について、過去の一定期間における実

績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。上記以外の債務者に係る債権については、過

去の一定期間における実績を踏まえた予想損失率に基づき算出した額とされている。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「法人登記に係る登記事項証明

書の交付の請求をオンラインで行うことにより、交付手数料の節減を図るよう改善させたもの」（876

ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」

に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況

等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」（1082ペー

ジ参照）を掲記した。

（38） 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

この独立行政法人は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理

し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資することを目的として設立されて

いるものである。その資本金は 19事業年度
（注）

末現在で 70億円（全額国の出資）となっている。

なお、同法人は、19年 10月 1日に、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）の規定により設立され、同

法に規定する承継計画において定められた業務等を解散した日本郵政公社から承継したものである。

同法人の会計は、郵便貯金及び簡易生命保険の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19

事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

（注） 同法人の 19事業年度は、19年 10月 1日から 20年 3月 31日までである。

ア 郵便貯金勘定

〔この勘定は、旧郵便貯金法の規定に基づく郵便貯金の業務等に関する経理を行うものである。〕
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 貸 付 金）

114,044,647,882
（109,519,993,995）
（3,713,689,285）

負 債
（う ち 郵 便 貯 金）

114,037,136,755
（109,519,634,258）

純 資 産
�
�
うち設立時資産・負債
差額

�
�

（う ち 利 益 剰 余 金）

7,511,127
（6,300,000）

（1,211,127）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 収 益
（うち資産運用収益）

139,077,011
（137,446,921）

経 常 費 用
（うち資金調達費用）

137,865,884
（137,440,938）

経 常 利 益 1,211,127
当 期 純 利 益 1,211,127

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 1,211,127
（利 益 処 分 額）

積 立 金 1,211,127

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末
千円

郵 便 貯 金 残 高 109,519,634,258

イ 簡易生命保険勘定

	


�

�

�

この勘定は、旧簡易生命保険法の規定に基づく簡易生命保険の業務等に関する経理を行うもので

ある。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 貸 付 金）

20,512,086,075
（19,908,944,524）

負 債
（う ち 借 入 金）

20,502,360,995
（19,908,944,524）

純 資 産
�
�
うち設立時資産・負債
差額

�
�

（う ち 利 益 剰 余 金）

9,725,079
（700,000）

（9,025,079）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 収 益
（うち保険料等収入）

10,277,921,695
（9,366,782,690）

経 常 費 用
（うち保険金等支払金）

10,268,896,615
（9,983,010,695）

経 常 利 益 9,025,079
当 期 純 利 益 9,025,079

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 9,025,079
（利 益 処 分 額）

積 立 金 9,025,079
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度末
（保 険）
簡易生命保険契約の年度
末保有契約

件 数
保 険 金 額

52,180千件
144,156,382,915千円

（年 金 保 険）
簡易生命保険契約の年度
末保有契約

件 数
年 金 額

6,298千件
2,310,152,017千円

なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の

状況について」（1082ページ参照）を掲記した。

（国立大学法人）

（ 1） 国立大学法人東北大学

この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1802億 2765万余円（全額国の出

資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 343,286,748 333,626,929
（う ち 土 地） （135,580,310） （135,557,000）
（う ち 建 物） （97,090,768） （97,596,490）
負 債 147,131,710 141,257,787
（うち資産見返負債） （48,742,065） （47,842,334）
�
�
うち国立大学財務・経
営センター債務負担金

�
�

（30,510,182） （33,919,483）

（うち運営費交付金債務） （2,950,575） （2,540,114）
（注 1）

純 資 産 196,155,038 192,369,142
（う ち 資 本 金） （180,227,657） （180,227,657）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（注 2）

（4,930,041） （5,120,026）
（う ち 利 益 剰 余 金） （10,997,339） （7,021,458）
（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂（19年 12月 12日）に伴い、

19事業年度からは純資産の区分となった。
（注 2） 損益外減価償却累計額�31,046,025千円及び損益外減損損失累計額�282,747千円が含まれている。

	 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

112,216,749
（105,760,006）

109,361,134
（102,984,700）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち附属病院収益）

116,288,704
（47,791,913）
（27,002,677）

111,884,046
（49,554,207）
（24,350,595）

経 常 利 益 4,071,955 2,522,911
臨 時 損 失 192,438 484,459
臨 時 利 益 257,960 239,948
当 期 純 利 益 4,137,476 2,278,400
目 的 積 立 金 取 崩 額 74,581 ―

当 期 総 利 益 4,212,058 2,278,400
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 4,212,058 2,278,400
（利 益 処 分 額）

積 立 金 1,144,654 280,734
国立大学法人法第 35条
において準用する独立行
政法人通則法第 44条第
3項により主務大臣の承
認を受けようとする額
（注 3）

教育研究等・管理運営
改善目的積立金

3,067,403 1,997,665

（注 3） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（教 育）

学 生 数 17,849人 17,857人
学 部 等 の 構 成 10学部15研究科等 10学部15研究科等

（研 究）

受 託 研 究 受 入 件 数 554件 591件
金 額 9,100,883千円 7,926,859千円

共 同 研 究 受 入 件 数 698件 519件
金 額 2,085,998千円 2,028,057千円

寄 附 金 受 入 件 数 2,687件 2,610件
金 額 4,871,786千円 4,248,430千円

（そ の 他）

附 属 病 院 1か所 1か所
入 院 患 者 延 べ 数 396,948人 380,642人
外 来 患 者 延 べ 数 664,352人 653,695人

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「研究用物品の購入に係る経理

が不当と認められるもの」（879ページ参照）、「東北大学病院手術室改修工事の実施に当たり、工事完了

後に予定価格を設定したり、契約書を作成したりするなどしていて、会計事務が適正を欠くと認められ

るもの」（882ページ参照）及び「東北大学において、内部統制等が十分機能するための体制を整備するな

どして、常に適正な契約事務が行われるよう意見を表示したもの」（884ページ参照）を、「第 4章 国会

及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1

以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を

掲記した。

（ 2） 国立大学法人筑波大学

この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 2329億 6430万余円（全額国の出

資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 352,344,819 351,622,571
（う ち 土 地） （249,724,829） （249,724,829）
（う ち 建 物） （56,976,877） （57,061,782）
負 債 96,133,590 100,742,005
（うち資産見返負債） （17,546,432） （16,139,511）
（う ち 長 期 借 入 金） （44,804,200） （51,517,050）
（うち運営費交付金債務） （1,622,634） （1,248,369）

（注 1）
純 資 産 256,211,228 250,880,566
（う ち 資 本 金） （232,964,302） （232,964,302）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（注 2）

（17,177,745） （13,200,644）
（う ち 利 益 剰 余 金） （6,069,180） （4,715,619）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂（19年 12月 12日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�19,819,302千円及び損益外減損損失累計額�73,803千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 70,869,757 71,851,670
（う ち 業 務 費） （66,757,090） （67,506,597）
経 常 収 益 72,701,357 73,812,235
（うち運営費交付金収益） （36,590,178） （37,376,309）
（うち附属病院収益） （16,883,160） （16,166,024）
経 常 利 益 1,831,599 1,960,564
臨 時 損 失 11,529 68,817
臨 時 利 益 13,470 44,512
当 期 純 利 益 1,833,540 1,936,259
目 的 積 立 金 取 崩 額 89,250 116,693
当 期 総 利 益 1,922,791 2,052,953

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 1,922,791 2,052,953
（利 益 処 分 額）

積 立 金 ― 809,107
国立大学法人法第 35条
において準用する独立行
政法人通則法第 44条第
3項により主務大臣の承
認を受けようとする額
（注 3）

�
�
教育研究の質の向上及び組織運
営の改善に充てるものである

�
�

1,922,791 ―

教育研究環境等整備積立
金

― 666,205

病院再開発・運営改善等
積立金

― 577,639

（注 3） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（教 育）

学 生 数 16,268人 15,981人
学 部 等 の 構 成 9学群10研究科 7学群12研究科

（研 究）

受 託 研 究 受 入 件 数 211件 229件
金 額 2,404,230千円 1,816,601千円

共 同 研 究 受 入 件 数 335件 290件
金 額 857,377千円 706,134千円

寄 附 金 受 入 件 数 826件 766件
金 額 1,187,630千円 1,055,602千円
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
（そ の 他）

附 属 病 院 1か所 1か所
入 院 患 者 延 べ 数 260,079人 262,809人
外 来 患 者 延 べ 数 340,675人 329,987人

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「交通機関等を利用する職員の

通勤手当について、経済的な 6か月定期券の価額に基づいて支給するよう改善させたもの」（891ページ

参照）、「職員の不正行為による損害が生じたもの」（893ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対す

る報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資して

いる法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 3） 国立大学法人千葉大学

この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1509億 0696万余円（全額国の出

資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 203,346,464 199,804,743
（う ち 土 地） （130,462,650） （130,462,650）
（う ち 建 物） （35,852,640） （35,576,972）
負 債 42,797,741 39,570,730
（うち資産見返負債） （10,428,470） （9,382,233）
�
�
うち国立大学財務・経
営センター債務負担金

�
�

（6,424,809） （7,366,181）

（うち運営費交付金債務） （905,285） （737,158）
（注 1）

純 資 産 160,548,723 160,234,013
（う ち 資 本 金） （150,906,960） （150,906,960）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（注 2）

（6,109,844） （6,413,810）
（う ち 利 益 剰 余 金） （3,531,918） （2,913,242）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂（19年 12月 12日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�11,026,231千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用 50,020,033 47,126,846
（う ち 業 務 費） （48,186,853） （45,453,899）
経 常 収 益 51,078,993 48,066,820
（うち運営費交付金収益） （18,384,864） （17,438,048）
（うち附属病院収益） （19,006,554） （17,425,515）
経 常 利 益 1,058,959 939,973
臨 時 損 失 268,655 251,397
臨 時 利 益 72,726 65,630
当 期 純 利 益 863,030 754,206
目 的 積 立 金 取 崩 額 569,776 27,486
当 期 総 利 益 1,432,807 781,693

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 1,432,807 781,693
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（利 益 処 分 額）

積 立 金 558,654 254,600

国立大学法人法第 35条
において準用する独立行
政法人通則法第 44条第
3項により主務大臣の承
認を受けようとする額
（注 3）

教育研究・診療業務の
資質向上及び運営組織
の改善目的積立金

874,153 527,092

（注 3） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

（教 育）

学 生 数 14,577人 14,603人

学 部 等 の 構 成 9学部9研究科等 9学部6研究科等

（研 究）

受 託 研 究 受 入 件 数 142件 119件

金 額 879,461千円 785,701千円

共 同 研 究 受 入 件 数 285件 239件

金 額 581,467千円 452,813千円

寄 附 金 受 入 件 数 2,993件 2,027件

金 額 1,703,407千円 1,388,613千円

（そ の 他）

附 属 病 院 1か所 1か所

入 院 患 者 延 べ 数 262,153人 251,294人

外 来 患 者 延 べ 数 475,398人 459,554人

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「病棟の新築に伴う仕上工事の

施行に当たり、コンクリート工事費等の積算を誤ったため、契約額が割高となっているもの」（894ペー

ジ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国

及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等につ

いて」（945ページ参照）を掲記した。

（ 4） 国立大学法人東京大学

この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 1兆 0035億 5931万余円（全額国の

出資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 物）

1,307,642,406
（894,962,279）
（215,769,243）

1,302,963,216
（894,375,768）
（222,703,022）
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区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

負 債
（うち資産見返負債）

241,246,464
（74,556,603）
（50,997,117）

232,779,781
（68,902,040）
（56,232,127）�

�
うち国立大学財務・経
営センター債務負担金

�
�

（うち運営費交付金債務） （7,900,681） （6,825,957）
（注 1）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

1,066,395,942
（1,003,559,314）

（注 2）
（45,185,384）
（17,651,244）

1,070,183,434
（1,003,559,314）

（51,878,980）
（14,745,139）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂（19年 12月 12日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�49,526,168千円及び損益外減損損失累計額�296,023千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

191,408,896
（182,808,460）

182,326,156
（174,145,572）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち附属病院収益）

195,180,755
（82,903,093）
（35,323,828）

184,647,640
（84,867,293）
（31,810,696）

経 常 利 益 3,771,859 2,321,484
臨 時 損 失 617,197 331,086
臨 時 利 益 521,101 271,670
当 期 純 利 益 3,675,763 2,262,068
目 的 積 立 金 取 崩 額 217,130 1,373,128
当 期 総 利 益 3,892,894 3,635,196

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 3,892,894 3,635,196
（利 益 処 分 額）

積 立 金 ― 1,973,515
国立大学法人法第 35条
において準用する独立行
政法人通則法第 44条第
3項により主務大臣の承
認を受けようとする額
（注 3）

教育研究・組織運営改
善積立金

3,892,894 1,661,680

（注 3） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（教 育）

学 生 数 27,863人 28,071人
学 部 等 の 構 成 10学部17研究科等 10学部17研究科等

（研 究）

受 託 研 究 受 入 件 数 1,087件 1,024件
金 額 26,298,351千円 22,398,582千円

共 同 研 究 受 入 件 数 1,008件 906件
金 額 4,552,846千円 4,532,045千円

寄 附 金 受 入 件 数 6,802件 5,418件
金 額 13,392,285千円 10,276,204千円

（そ の 他）

附 属 病 院 2か所 2か所
入 院 患 者 延 べ 数 419,875人 406,865人
外 来 患 者 延 べ 数 812,092人 790,092人

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。
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なお、この法人について検査した結果、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査

要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係

る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）及び「文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経

済産業省及び国土交通省に関する政府開発援助につき、技術協力の実施状況及び技術協力に係る援助の

効果について」（1016ページ参照）を掲記した。

（ 5） 国立大学法人静岡大学

この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 492億 6295万余円（全額国の出資）

となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 物）

63,523,077
（33,355,999）
（15,423,635）

63,888,576
（33,355,999）
（15,583,469）

負 債
（うち資産見返負債）

13,329,130
（7,316,415）

13,594,322
（7,150,975）

（うち運営費交付金債務） （615,572） （546,601）
（う ち 未 払 金） （2,688,357） （2,980,198）

（注 1）
純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

50,193,947
（49,262,958）

（注 2）
（� 898,551）
（1,829,540）

50,294,254
（49,262,958）

（� 413,086）
（1,444,382）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂（19年 12月 12日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�4,652,183千円が含まれている。

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

18,248,726
（17,747,329）

18,812,361
（18,257,943）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（う ち 授 業 料 収 益）

18,974,224
（9,820,159）
（5,344,278）

19,391,544
（10,251,001）
（5,406,219）

経 常 利 益 725,498 579,182
臨 時 損 失 3,288 5,449
臨 時 利 益 1,358 4,156
当 期 純 利 益 723,567 577,889
目 的 積 立 金 取 崩 額 115,814 78,548
当 期 総 利 益 839,381 656,437

（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 839,381 656,437
（利 益 処 分 額）

積 立 金 63,291 ―

国立大学法人法第 35条
において準用する独立行
政法人通則法第 44条第
3項により主務大臣の承
認を受けようとする額
（注 3）

教育研究環境整備基金
積立金

776,090 656,437

（注 3） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（教 育）

学 生 数 10,730人 10,951人
学 部 等 の 構 成 6学部9研究科等 6学部9研究科等

（研 究）

受 託 研 究 受 入 件 数 113件 104件
金 額 1,024,133千円 952,984千円

共 同 研 究 受 入 件 数 249件 259件
金 額 296,713千円 399,695千円

寄 附 金 受 入 件 数 1,138件 1,912件
金 額 547,170千円 490,336千円

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「研究用物品の購入に係る経理

が不当と認められるもの」（879ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの

検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等

に係る違約金条項の導入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

（ 6） 国立大学法人京都大学

この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的と

して設置されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 2445億 2993万余円（全額国の出

資）となっている。

同法人の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 土 地）
（う ち 建 物）

417,057,934
（166,005,082）
（125,732,841）

397,569,698
（166,005,082）
（118,088,953）

負 債
（うち資産見返負債）

144,116,086
（56,906,003）

132,887,565
（49,799,965）

�
�
うち国立大学財務・経
営センター債務負担金

�
�

（24,291,365） （27,797,101）

（うち運営費交付金債務） （3,338,368） （3,421,038）
（注 1）

純 資 産
（う ち 資 本 金）

（う ち 資 本 剰 余 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

272,941,847
（244,529,935）

（注 2）
（8,008,761）
（20,403,150）

264,682,133
（244,529,935）

（4,617,385）
（15,534,812）

（注 1） 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂（19年 12月 12日）に伴い、
19事業年度からは純資産の区分となった。

（注 2） 損益外減価償却累計額�38,620,346千円及び損益外減損損失累計額�6,684千円が含まれている。

	 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 費 用
（う ち 業 務 費）

122,901,950
（117,316,433）

119,910,496
（114,299,511）

経 常 収 益
（うち運営費交付金収益）
（うち附属病院収益）

128,861,146
（58,074,821）
（24,712,482）

125,085,992
（57,903,855）
（24,576,986）

経 常 利 益 5,959,195 5,175,495
臨 時 損 失 114,454 173,429
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

臨 時 利 益 10,189 92,343
当 期 純 利 益 5,854,931 5,094,410
目 的 積 立 金 取 崩 額 397,543 ―

当 期 総 利 益 6,252,474 5,094,410
（利 益 の 処 分）

（当期未処分利益）

当 期 総 利 益 6,252,474 5,094,410
（利 益 処 分 額）

積 立 金 3,506,001 2,604,646
国立大学法人法第 35条
において準用する独立行
政法人通則法第 44条第
3項により主務大臣の承
認を受けようとする額
（注 3）

教育研究等積立金 2,746,473 2,489,763
（注 3） 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（教 育）

学 生 数 23,432人 22,402人
学 部 等 の 構 成 10学部17研究科 10学部17研究科

（研 究）

受 託 研 究 受 入 件 数 698件 707件
金 額 10,903,624千円 11,795,015千円

共 同 研 究 受 入 件 数 766件 643件
金 額 3,469,663千円 2,987,601千円

寄 附 金 受 入 件 数 3,918件 3,622件
金 額 4,927,861千円 3,500,305千円

（そ の 他）

附 属 病 院 1か所 1か所
入 院 患 者 延 べ 数 362,849人 371,061人
外 来 患 者 延 べ 数 622,233人 611,335人

（備考） 19事業年度の財務諸表は、20年 10月 22日現在のものである。

なお、この法人について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「交通機関等を利用する職員の

通勤手当について、経済的な 6か月定期券の価額に基づいて支給するよう是正改善の処置を求めたも

の」（896ページ参照）を、「第 4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する

報告等」に「国及び国が資本金の 2分の 1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導

入状況等について」（945ページ参照）を掲記した。

3 日本放送協会の決算

日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、

良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受

信の進歩発達に必要な業務を行い、併せて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的として

設置されているものである。その資本は平成 19事業年度末現在で 4296億 8495万余円となっている。

同協会の会計は、一般及び受託業務等の 2勘定に区分して経理されており、その勘定別の 19事業年

度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
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ア 一 般 勘 定

� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（事 業 収 支）

（収 入）

収 入 決 算 額 655,791,695 643,280,889
（支 出）

支 出 予 算 現 額 631,158,426 622,182,653
支 出 決 算 額 618,217,749 619,803,093
予 算 残 額 12,940,676 2,379,559

（資 本 収 支）

（収 入）

収 入 決 算 額 70,032,554 79,053,734
（支 出）

支 出 予 算 現 額 76,474,000 80,713,000
支 出 決 算 額 70,032,554 79,052,281
繰 越 額 3,403,000 1,660,000
予 算 残 額 3,038,445 718

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（経 常 事 業 収 支）

経 常 事 業 収 入
（う ち 受 信 料）

684,795,936
（672,985,012）

675,606,744
（664,462,012）

経 常 事 業 支 出
（う ち 国 内 放 送 費）

641,676,596
（259,859,423）

652,619,319
（251,674,899）

経 常 事 業 収 支 差 金 43,119,339 22,987,424
（経常事業外収支）

経 常 事 業 外 収 入
（う ち 財 務 収 入）

8,560,890
（6,009,144）

8,184,683
（6,326,923）

経 常 事 業 外 支 出
（財 務 費）

15,485,709 14,532,020

経常事業外収支差金 � 6,924,818 � 6,347,337
（特 別 収 支）

特 別 収 入
（うち固定資産売却益）

4,192,868
（3,112,524）

10,069,462
（6,010,132）

特 別 支 出
（うち固定資産除却損）

2,813,443
（2,397,274）

3,231,753
（2,224,110）

（事 業 収 支 差 金）

当 期 事 業 収 支 差 金 37,573,946 23,477,795
（事業収支差金の処分）

資 本 支 出 に 充 当 829,357 ―

翌事業年度に積立金とし
て整理

36,744,588 23,477,795

� 借 入 金 等

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

借 入 金 残 高
（市 中 金 融 機 関）

1,084,000 2,598,000

放送債券未償還残高 26,000,000 26,000,000
積 立 金 残 高 55,703,063 32,225,267

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

（ 1日平均放送時間）
国内放送

テレビジョン

地上放送（総合放送及
び教育放送）

45時間24分 45時間19分
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区 分 19事業年度 （18事業年度）

地上デジタル放送（総
合放送及び教育放送）

45時間21分 45時間15分

衛星放送（衛星第 1放
送、衛星第 2放送及び

（注 1）
ハイビジョン放送）

69時間13分 69時間11分

衛星デジタル放送（デ
ジタル第 1放送、デジ
タル第 2放送及びデジ
タルハイビジョン放
送）

69時間09分 69時間11分

ラジオ（第 1放送、第 2
放送及び FM放送）

66時間40分 67時間31分

国際放送

テレビジョン（世界のほ
ぼ全地域向け放送、北米
向け放送及び欧州向け放
送）

36時間31分 36時間35分

（注 2）
ラジオ（一般向け放送、
地域向け放送及び衛星ラ
ジオ国際放送）

65時間27分 65時間38分

（注 2）
ラジオ（日本語放送、そ
の他の言語による放送及
び衛星ラジオ国際放送）

49時間49分 ―

（注 1） ハイビジョン放送は、19年 9月 30日に放送を終了した。
（注 2） 19年 10月 1日に使用言語と放送時間について見直しを行うなどした。

（放送受信契約）

事業年度末放送受信
契約件数

37,803千件 37,547千件

受 信 料 調 定 額 672,985,012千円 664,462,012千円
未 収 金 45,877,441千円 54,858,709千円
収納率（調定額に対
する調定年度内の収
納額の比）

93.18％ 91.74％

イ 受託業務等勘定

� 収入支出決算

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（事 業 収 支）

（収 入）

収 入 決 算 額 1,020,002 1,030,657
（支 出）

支 出 予 算 現 額 868,100 888,500
支 出 決 算 額 861,900 874,492
予 算 残 額 6,199 14,007

� 損 益

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

（経 常 事 業 収 支）

経 常 事 業 収 入
（受 託 業 務 等 収 入）

1,020,002 1,030,657

経 常 事 業 支 出
（受 託 業 務 等 費）

816,112 830,781

経 常 事 業 収 支 差 金 203,890 199,875
（経常事業外収支）

経 常 事 業 外 支 出
（財 務 費）

45,787 43,710

経常事業外収支差金 � 45,787 � 43,710
（事 業 収 支 差 金）

当 期 事 業 収 支 差 金 158,102 156,164
（事業収支差金の処分）

一 般 勘 定 へ 繰 入 れ 158,102 156,164
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
保有する施設等を一般の
利用に供し又は賃貸する
業務

件数 1,042件 973件
金額 982,314千円 928,975千円

4 その他の団体の決算

国が資本金の一部を出資しているもの、国が資本金を出資したものが更に出資しているもの及び国が

補助金その他の財政援助を与えたもので、平成 20年次の検査において検査の対象としたもののうち、

14団体の平成 19年度決算についてみると、次のとおりである。

（ 1） 日本電信電話株式会社

この会社は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を

保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通

信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的として設立されているものである。その資

本金は 19事業年度末現在で 9379億 5000万円（うち国の出資 2652億円）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち関係会社株式）
�
�
うち関係会社長期貸付
金

�
�

7,669,121,696
（4,779,008,583）
（1,937,023,000）

8,061,382,377
（4,772,182,997）
（2,116,611,150）

負 債
（う ち 社 債）
（う ち 長 期 借 入 金）

2,653,815,254
（1,340,791,991）
（760,638,000）

3,025,746,908
（1,340,762,518）
（818,539,150）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）

5,015,306,441
（937,950,000）
（2,672,826,000）

5,035,635,469
（937,950,000）
（2,672,826,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
�
�
うち基盤的研究開発収
入

�
�

（う ち 受 取 配 当 金）

434,378,634
（126,883,998）

（213,202,817）

422,371,514
（122,115,998）

（198,608,549）
経 常 費 用
（う ち 試 験 研 究 費）

216,668,083
（99,011,649）

216,145,378
（106,767,956）

経 常 利 益 217,710,550 206,226,135
特 別 利 益 6,685,033 ―

特 別 損 失 13,618,072 9,858,299
法人税、住民税及び事業
税

	 6,089,092 	 444,136

法 人 税 等 調 整 額 21,032,955 7,412,934
当 期 純 利 益 195,833,648 189,399,038

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 1,054,125,477 961,027,388
特別償却準備金取崩額 11,606 518,621
役 員 賞 与 金 ― 	 69,000
剰 余 金 の 配 当 	 117,467,696 	 96,750,571
当 期 純 利 益 195,833,648 189,399,038
（変 動 額 合 計） 78,377,558 93,098,089
繰越利益剰余金（当期末残高） 1,132,503,035 1,054,125,477
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なお、特別損失の主なものは工具、器具、備品、ソフトウェア等の処分に伴う固定資産除却損等 78

億 2394万余円及び土地、建物等の売却に伴う固定資産売却損 53億 8685万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
東日本電信電話株式会社への貸付け 190,000,000千円 ―

同会社への年度末長期貸付金残高 605,148,044千円 577,567,633千円
西日本電信電話株式会社への貸付け 124,000,000千円 229,250,000千円
同会社への年度末長期貸付金残高 1,021,032,293千円 1,074,757,174千円
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社への年度末長期貸付金残高

310,842,661千円 464,286,341千円

研 究 開 発 費 134,802,282千円 128,814,172千円
特 許 等 出 願 件 数 1,842件 1,625件
研 究 成 果 移 転 収 入 1,544,694千円 1,710,148千円

（ 2） 首都高速道路株式会社

この会社は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大

臣が指定するものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うことなどにより、道路交通の

円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立されて

いるものである。その資本金は 19事業年度末現在で 135億円（うち国の出資 67億 4999万余円）となっ

ている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち仕掛道路資産）

449,063,240
（284,336,624）

502,564,761
（341,591,507）

負 債
（うち道路建設関係社債）
�
�
うち道路建設関係長期
借入金

�
�

420,070,624
（77,285,486）
（196,664,000）

474,558,033
（47,021,325）
（282,813,000）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

28,992,615
（13,500,000）
（13,500,000）

28,006,727
（13,500,000）
（13,500,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 料 金 収 入）

443,401,675
（249,299,810）

291,265,961
（249,544,036）

経 常 費 用
（うち道路資産賃借料）

442,151,198
（193,464,761）

287,302,457
（194,415,230）

経 常 利 益 1,250,477 3,963,504
特 別 利 益 850,908 671,005
特 別 損 失 500,000 ―

法人税、住民税及び事業
税

90,982 1,840,560

過年度法人税、住民税及
び事業税

524,515 238,312

当 期 純 利 益 985,888 2,555,636

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 1,006,727 2,936,242
その他利益剰余金からそ
の他資本剰余金への振替

― 	 4,485,151

別途積立金の積立て 	 1,006,727 	 2,936,242
別途積立金の取崩し ― 2,936,242
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

当 期 純 利 益 985,888 2,555,636
（変 動 額 合 計） � 20,839 � 1,929,514
繰越利益剰余金（当期末残高） 985,888 1,006,727

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
供 用 32路線 293� 31路線 286�
建 設 5路線 29� 5路線 35�

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「構造物点検業務における大型

橋りょう点検車の運転経費の積算に当たり、大型橋りょう点検車の仕様を踏まえた日業務量とすること

により、経済的なものとするよう改善させたもの」（899ページ参照）を掲記した。

（ 3） 阪神高速道路株式会社

この会社は、大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内

の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を効

率的に行うことなどにより、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上

に寄与することを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 100億円

（うち国の出資 49億 9999万余円）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち仕掛道路資産）

254,257,274
（138,270,797）

230,644,889
（119,225,821）

負 債
（うち道路建設関係社債）

229,322,483
（44,220,043）

208,213,803
（23,792,859）

�
�
うち道路建設関係長期
借入金

�
�

（103,961,500） （102,783,500）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

24,934,791
（10,000,000）
（10,000,000）

22,431,085
（10,000,000）
（10,000,000）

	 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（う ち 料 金 収 入）

212,495,790
（178,356,735）

188,033,815
（179,217,566）

経 常 費 用
（うち道路資産賃借料）

209,262,524
（139,999,555）

186,566,953
（140,688,571）

経 常 利 益 3,233,266 1,466,861
特 別 利 益 1,977,301 1,105,036
特 別 損 失 1,377,658 799,765
法人税、住民税及び事業
税

1,302,479 439,100

法 人 税 等 調 整 額 26,724 81,540
当 期 純 利 益 2,503,705 1,251,493

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 1,132,393 1,179,592
固定資産圧縮特別勘定積
立金の積立て

� 39,035 � 119,099

別途積立金の積立て � 745,316 � 1,179,592
当 期 純 利 益 2,503,705 1,251,493
（変 動 額 合 計） 1,719,354 � 47,199
繰越利益剰余金（当期末残高） 2,851,747 1,132,393
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
供 用 19路線 239㎞ 18路線 233㎞
建 設 5路線 15㎞ 5路線 21㎞

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「高速道路の清掃業務費の積算

について、作業の実態等に適合した適切なものとするよう改善させたもの」（902ページ参照）を掲記し

た。

（ 4） 北海道旅客鉄道株式会社、（ 5） 四国旅客鉄道株式会社、（ 6） 九州旅客鉄道株式会社、

（ 7） 日本貨物鉄道株式会社

これらの会社は、旅客鉄道事業又は貨物鉄道事業及びこれらに附帯する事業を経営することを目的と

して設立されているものである。各会社の資本金は 19事業年度末現在で北海道旅客鉄道株式会社 90億

円、四国旅客鉄道株式会社 35億円、九州旅客鉄道株式会社 160億円、日本貨物鉄道株式会社 190億円

（これらの会社については全額が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の出資）となっている。

各会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

北海道旅客鉄道株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち鉄道事業固定資産）

1,012,962,794
（203,481,718）

1,035,740,844
（199,674,590）

負 債 159,356,188 175,634,376
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）
（うち経営安定基金）

853,606,606
（9,000,000）
（153,451,356）
（682,200,000）

860,106,468
（9,000,000）
（153,451,356）
（682,200,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち鉄道事業営業収益）
�
�
うち経営安定基金運用
収入

�
�

118,404,738
（84,008,592）
（27,807,223）

125,597,454
（83,517,875）
（34,220,402）

経 常 費 用
（うち鉄道事業営業費）

118,073,335
（114,025,737）

119,128,710
（114,700,565）

経 常 利 益 331,403 6,468,744
特 別 利 益 1,758,579 3,665,532
特 別 損 失 443,727 6,556,924
法人税、住民税及び事業
税

	 548,740 	 512,750

当 期 純 利 益 2,194,996 4,090,102

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 1,682,298 	 5,625,584
特別償却準備金の積立て ― 	 9,714
特別償却準備金の取崩し 12,053 19,248
固定資産圧縮積立金の積
立て

― 	 2,280,513

固定資産圧縮積立金の取
崩し

76,854 488,760

別途積立金の取崩し ― 5,000,000
当 期 純 利 益 2,194,996 4,090,102
（変 動 額 合 計） 2,283,903 7,307,883
繰越利益剰余金（当期末残高） 3,966,201 1,682,298
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� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

（年度末営業キロ程）

鉄 道 2,499㎞ 2,499㎞
（年間旅客鉄道事業輸送実績）

輸 送 人 員 127百万人 126百万人
輸 送 人 キ ロ 4,516百万人キロ 4,488百万人キロ

（年度末車両保有数）

気 動 車 507両 512両
電 車 352両 357両
そ の 他 283両 296両

計 1,142両 1,165両

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「複線区間での踏切除雪作業に

おける安全を確保するための保安要員である列車見張員の配置を適切なものとするよう改善させたも

の」（905ページ参照）を掲記した。

四国旅客鉄道株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち鉄道事業固定資産）

334,493,261
（67,897,101）

357,137,288
（68,750,509）

負 債 74,207,545 85,867,976
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）
（うち経営安定基金）

260,285,716
（3,500,000）
（54,340,206）
（208,200,000）

271,269,312
（3,500,000）
（54,340,206）
（208,200,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち鉄道事業営業収益）
�
�
うち経営安定基金運用
収入

�
�

42,953,283
（30,196,437）
（8,377,059）

43,390,623
（29,922,428）
（8,933,975）

経 常 費 用
（うち鉄道事業営業費）

40,671,768
（38,505,652）

41,415,164
（38,783,493）

経 常 利 益 2,281,514 1,975,459
特 別 利 益 13,981,812 2,018,965
特 別 損 失 15,526,509 2,852,341
法人税、住民税及び事業
税

	 53,491 2,417

過 年 度 法 人 税 等 289,654 ―

当 期 純 利 益 500,654 1,139,665

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 3,627,293 2,487,627
当 期 純 利 益 500,654 1,139,665
（変 動 額 合 計） 500,654 1,139,665
繰越利益剰余金（当期末残高） 4,127,947 3,627,293

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（年度末営業キロ程）

鉄 道 855㎞ 855㎞
（年間旅客鉄道事業輸送実績）

輸 送 人 員 48百万人 48百万人
輸 送 人 キ ロ 1,516百万人キロ 1,512百万人キロ
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区 分 19事業年度 （18事業年度）
（年度末車両保有数）

気 動 車 269両 278両
電 車 158両 158両
そ の 他 20両 21両

計 447両 457両

九州旅客鉄道株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち鉄道事業固定資産）

897,912,441
（256,777,704）

909,330,792
（264,977,490）

負 債 232,391,841 245,600,515
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）
（うち経営安定基金）

665,520,599
（16,000,000）
（171,908,538）
（387,700,000）

663,730,277
（16,000,000）
（171,908,538）
（387,700,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち鉄道事業営業収益）
�
�
うち経営安定基金運用
収入

�
�

176,722,094
（141,005,239）
（14,384,555）

178,331,517
（141,036,799）
（15,289,909）

経 常 費 用
（うち鉄道事業営業費）

163,743,381
（146,365,933）

166,437,251
（141,777,072）

経 常 利 益 12,978,713 11,894,266
特 別 利 益 14,168,371 19,790,787
特 別 損 失 14,032,980 15,095,583
法人税、住民税及び事業
税

4,377,117 3,033,541

法 人 税 等 調 整 額 983,665 4,628,702
当 期 純 利 益 7,753,321 8,927,225

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 18,605,353 17,492,875
当 期 純 利 益 7,753,321 8,927,225
税効果積立金の取崩し 983,665 4,628,702
固定資産圧縮積立金の積
立て

� 320,773 � 2,443,450

別途積立金の積立て ― � 10,000,000
（変 動 額 合 計） 8,416,213 1,112,477
繰越利益剰余金（当期末残高） 27,021,566 18,605,353

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（年度末営業キロ程）

鉄 道 2,121㎞ 2,121㎞
（年間旅客鉄道事業輸送実績）

輸 送 人 員 295百万人 294百万人
輸 送 人 キ ロ 8,214百万人キロ 8,165百万人キロ

（年度末車両保有数）

電 車 1,226両 1,238両
気 動 車 317両 326両
そ の 他 122両 131両

計 1,665両 1,695両
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日本貨物鉄道株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（うち鉄道事業固定資産）

354,194,520
（231,452,900）

346,515,137
（224,585,689）

負 債 308,226,635 301,432,143
純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 準 備 金）

45,967,885
（19,000,000）
（15,300,700）

45,082,994
（19,000,000）
（15,300,700）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち鉄道事業営業収益）

167,929,130
（151,663,227）

164,395,437
（149,374,984）

経 常 費 用
（うち鉄道事業営業費）

166,667,217
（155,828,647）

162,888,864
（153,333,335）

経 常 利 益 1,261,912 1,506,573
特 別 利 益 4,712,083 8,605,967
特 別 損 失 3,688,462 5,586,959
法人税、住民税及び事業
税

182,313 174,665

法 人 税 等 調 整 額 1,059,122 2,151,042
当 期 純 利 益 1,044,098 2,199,872

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） � 14,662,177 � 19,225,320
当 期 純 利 益 1,044,098 2,199,872
圧縮積立金の積立て � 2,308,105 � 3,594,992
圧縮積立金の取崩し 3,359,657 6,521,263
圧縮特別勘定積立金の積
立て

� 28,211 � 1,866,684

圧縮特別勘定積立金の取
崩し

836,260 1,223,226

特別償却準備金の取崩し 39,856 80,458
（変 動 額 合 計） 2,943,557 4,563,143
繰越利益剰余金（当期末残高） � 11,718,619 � 14,662,177

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

（年度末営業キロ程）

鉄 道 8,357㎞ 8,471㎞
（年間貨物鉄道事業輸送実績）

輸 送 ト ン 数 35百万トン 36百万トン
輸 送 ト ン キ ロ 23,140百万トンキロ 22,985百万トンキロ

（年度末車両保有数）

貨 車 8,900両 9,067両
機 関 車 771両 806両
電 車 42両 42両

計 9,713両 9,915両

（ 8） 東日本電信電話株式会社、（ 9） 西日本電信電話株式会社

両会社は、地域電気通信事業を経営することを目的として設立されているものである。両会社の資本

金は 19事業年度末現在で東日本電信電話株式会社 3350億円、西日本電信電話株式会社 3120億円（両会

社とも全額日本電信電話株式会社の出資）となっている。

両会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
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東日本電信電話株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 3,752,700,240 3,949,969,514
（う ち 機 械 設 備） （481,966,400） （546,813,777）
（うち市内線路設備） （752,066,953） （723,184,339）
（う ち 土 木 設 備） （673,734,898） （704,138,427）
負 債 1,702,049,399 1,961,405,581
�
�
うち関係会社長期借入
金

�
�

（605,148,044） （577,567,633）

純 資 産 2,050,650,840 1,988,563,933
（う ち 資 本 金） （335,000,000） （335,000,000）
（う ち 資 本 準 備 金） （1,499,726,749） （1,499,726,749）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 2,068,956,930 2,131,842,460
�
�
うち電気通信事業営業
収益

�
�

（1,868,925,288） （1,907,832,571）

（うち附帯事業営業収益） （133,834,929） （153,562,765）
経 常 費 用 2,001,497,858 2,041,475,638
�
�
うち電気通信事業営業
費用

�
�

（1,827,280,345） （1,846,447,194）

（うち附帯事業営業費用） （130,487,465） （155,037,065）
経 常 利 益 67,459,072 90,366,821
特 別 利 益 178,548,079 49,765,738
特 別 損 失 78,307,284 ―

法人税、住民税及び事業
税

13,781,332 � 9,263,061

法 人 税 等 調 整 額 57,039,290 65,077,214
当 期 純 利 益 96,879,245 84,318,407

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 152,024,334 101,261,510
剰 余 金 の 配 当 � 33,500,000 � 33,500,000
役 員 賞 与 金 ― � 55,582
当 期 純 利 益 96,879,245 84,318,407
（変 動 額 合 計） 63,379,245 50,762,824
繰越利益剰余金（当期末残高） 215,403,579 152,024,334

なお、特別利益の主なものは厚生年金基金代行返上益 1248億 2595万余円である。また、特別損失の

主なものは固定資産臨時償却費 633億 4192万余円である。

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

年度末一般加入電話数 19,539千加入 21,362千加入
年度末公衆電話機数 157千個 172千個
年 間 電 報 発 信 通 数 8,399千通 8,845千通
年度末一般専用サービス回線数 175千回線 192千回線
年度末総合ディジタル通信サービス回線数 3,338千回線 3,726千回線

（注 1）
年度末FTTHアクセスサービス契約数 4,962千契約 3,398千契約

（注 2）
年度末DSLアクセスサービス契約数 2,410千契約 2,782千契約
（注 1） FTTH（Fiber To The Home） 各家庭まで光ファイバケーブルを敷設すること

（注 2） DSL（Digital Subscriber Line） メタリックケーブルを利用して高速ディジタルデータ伝送を可能と

する方式の総称

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「ADSLモデムのレンタルに当

たり、回収した ADSLモデムの再利用数を拡大し、購入費等の節減を図るよう改善させたもの」（908

ページ参照）を掲記した。
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西日本電信電話株式会社

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産 3,614,919,700 3,871,023,107
（う ち 機 械 設 備） （509,334,989） （602,347,236）
（うち市内線路設備） （828,452,998） （838,649,825）
（う ち 土 木 設 備） （605,432,715） （618,545,616）
負 債 2,133,937,055 2,321,431,958
�
�
うち関係会社長期借入
金

�
�

（1,021,032,293） （1,074,757,174）

純 資 産 1,480,982,645 1,549,591,148
（う ち 資 本 金） （312,000,000） （312,000,000）
（う ち 資 本 準 備 金） （1,170,054,015） （1,170,054,015）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益 1,960,720,759 2,028,372,333
�
�
うち電気通信事業営業
収益

�
�

（1,735,693,795） （1,795,202,165）

（うち附帯事業営業収益） （165,539,112） （156,313,711）
経 常 費 用 1,935,823,909 1,974,360,721
�
�
うち電気通信事業営業
費用

�
�

（1,719,173,579） （1,770,819,704）

（うち附帯事業営業費用） （168,134,357） （160,212,666）
経 常 利 益 24,896,850 54,011,611
特 別 利 益 156,779,816 46,820,135
特 別 損 失 111,719,604 13,127,553
法人税、住民税及び事業
税

� 15,789,116 � 26,417,292

法 人 税 等 調 整 額 123,488,786 85,787,737
当期純利益（�当期純損失） � 37,742,607 28,333,747

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 67,191,521 70,112,774
剰 余 金 の 配 当 � 31,200,000 � 31,200,000
役 員 賞 与 金 ― � 55,000
当期純利益（�当期純損失） � 37,742,607 28,333,747
（変 動 額 合 計） � 68,942,607 � 2,921,252
繰越利益剰余金（当期末残高） � 1,751,085 67,191,521

なお、特別利益の主なものは厚生年金基金代行返上益 1372億 8186万余円である。また、特別損失の

主なものは固定資産臨時償却費 601億 0680万余円である。

	 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）

年度末一般加入電話数 20,027千加入 21,922千加入
年度末公衆電話機数 171千個 188千個
年 間 電 報 発 信 通 数 9,321千通 9,763千通
年度末一般専用サービス回線数 171千回線 188千回線
年度末総合ディジタル通信サービス回線数 3,074千回線 3,425千回線
年度末FTTHアクセスサービス契約数 3,811千契約 2,674千契約
年度末DSLアクセスサービス契約数 2,246千契約 2,540千契約

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「ADSLモデムのレンタルに当

たり、回収した ADSLモデムの再利用数を拡大し、購入費等の節減を図るよう改善させたもの」（908

ページ参照）を掲記した。
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（10） 郵便事業株式会社

この会社は、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的として設立されているもので

ある。その資本金は 19事業年度
（注）
末現在で 1000億円（全額日本郵政株式会社の出資）となっている。

なお、同会社は、19年 10月 1日に、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）の規定により設立され、同

法に規定する承継計画において定められた業務等を解散した日本郵政公社から承継したものである。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

（注） 同会社の 19事業年度は、19年 10月 1日から 20年 3月 31日までである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（う ち 建 物）
（う ち 土 地）

2,149,599,690
（703,264,700）
（634,098,453）

負 債
（うち退職給付引当金）
（う ち 預 り 金）

1,880,112,112
（1,070,414,129）
（440,424,858）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

269,487,578
（100,000,000）
（100,000,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 収 益 1,068,346,335
（う ち 営 業 収 益） （1,053,676,079）
経 常 費 用 954,582,724
（う ち 営 業 原 価） （893,647,302）
経 常 利 益 113,763,610
特 別 利 益 211,296
特 別 損 失 1,379,315
法人税、住民税及び事業
税

43,108,013

当 期 純 利 益 69,487,578

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） ―

当 期 純 利 益 69,487,578
（変 動 額 合 計） 69,487,578
繰越利益剰余金（当期末残高） 69,487,578

� 主な業務実績

区 分 19事業年度
普 通 郵 便 物 取 扱 数 12,199,855千通
特 殊 郵 便 物 取 扱 数 315,865千通
荷 物 取 扱 数 1,347,513千個

（11） 郵便局株式会社

この会社は、郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むこと

を目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度
（注）

末現在で 1000億円（全額日本郵政

株式会社の出資）となっている。
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なお、同会社は、19年 10月 1日に、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）の規定により設立され、同

法に規定する承継計画において定められた業務等を解散した日本郵政公社から承継したものである。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

（注） 同会社の 19事業年度は、19年 10月 1日から 20年 3月 31日までである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末
千円

資 産
（うち現金及び預金）
（う ち 土 地）

3,286,487,444
（1,992,488,610）
（620,558,603）

負 債
（うち郵便局資金預り金）
（うち退職給付引当金）

3,081,809,313
（1,650,000,000）
（1,183,445,209）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

204,678,130
（100,000,000）
（100,000,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度
千円

経 常 収 益
�
�
うち銀行代理業務手数
料

�
�

634,360,589
（301,046,271）

経 常 費 用 615,825,345
（う ち 営 業 原 価） （555,340,613）
経 常 利 益 18,535,244
特 別 利 益 327,355
特 別 損 失 464,698
法人税、住民税及び事業
税

13,719,770

法 人 税 等 調 整 額 ―

当 期 純 利 益 4,678,130

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） ―

当 期 純 利 益 4,678,130
（変 動 額 合 計） 4,678,130
繰越利益剰余金（当期末残高） 4,678,130

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末
営 業 郵 便 局 数 局 数 24,093局
（うち簡易郵便局設置数） 局 数 3,859局
地方公共団体事務の受託 取 扱 局 数 4,037局

（12） 株式会社ゆうちょ銀行

この会社は、日本郵政公社が行っていた業務のうち郵便貯金の業務等に係る機能を引き継ぎ、銀行業

を営むことを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 3兆 5000億円

（全額日本郵政株式会社の出資）となっている。

なお、同会社は、18年 9月 1日に、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）の規定により、民営化作業を

円滑に行うための準備会社である株式会社ゆうちょとして設立され、19年 10月 1日に、同法に規定す

る承継計画において定められた業務等を解散した日本郵政公社から承継したものである。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである
（注）
。

（注） 同会社の 18事業年度は、18年 9月 1日から 19年 3月 31日までである。
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� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）
（う ち そ の 他 資 産）

212,149,182,962
（172,532,116,497）
（22,514,239,476）

83,115
（―）
（―）

負 債
（う ち 貯 金）

204,072,327,044
（181,743,807,543）

5,040
（―）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

8,076,855,917
（3,500,000,000）
（4,296,285,955）

78,074
（50,000）
（50,000）

� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち資金運用収益）

1,328,904,178
（1,265,087,145）

55
（―）

経 常 費 用
（う ち 営 業 経 費）

1,072,732,199
（617,787,370）

26,113
（―）

経常利益（�経常損失） 256,171,979 � 26,057
特 別 利 益 159,150 ―

特 別 損 失 490,683 ―

法人税、住民税及び事業
税

132,277,596 113

法 人 税 等 調 整 額 � 28,617,763 � 4,245
当期純利益（�当期純損失） 152,180,613 � 21,925

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） � 21,925 ―

民営化に伴う税効果調整額 54,418,335 ―

当期純利益（�当期純損失） 152,180,613 � 21,925
（変 動 額 合 計） 206,598,949 � 21,925
繰越利益剰余金（当期末残高） 206,577,023 � 21,925

� 主な業務実績

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

貯 金 期 末 残 高 182,384,346,041 ―

（13） 株式会社かんぽ生命保険

この会社は、日本郵政公社が行っていた業務のうち簡易生命保険の業務に係る機能を引き継ぎ、生命

保険業を営むことを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 5000億

円（全額日本郵政株式会社の出資）となっている。

なお、同会社は、18年 9月 1日に、郵政民営化法（平成 17年法律第 97号）の規定により、民営化作業を

円滑に行うための準備会社である株式会社かんぽとして設立され、19年 10月 1日に、同法に規定する

承継計画において定められた業務等を解散した日本郵政公社から承継したものである。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである
（注）
。

（注） 同会社の 18事業年度は、18年 9月 1日から 19年 3月 31日までである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 有 価 証 券）

112,524,670,829
（85,568,884,675）

82,452
（―）

負 債
（うち保険契約準備金）

111,620,419,985
（108,479,918,045）

5,357
（―）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 資 本 剰 余 金）

904,250,843
（500,000,000）
（500,044,185）

77,095
（50,000）
（50,000）

第
6
章

第
2
節

第
7

4

そ
の
他
の
団
体
の
決
算

（
13
）

株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険

― 1505―



� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

経 常 収 益
（うち保険料等収入）

7,686,842,728
（3,886,601,561）

55
（―）

経 常 費 用
（うち保険金等支払金）

7,674,850,943
（6,149,669,721）

27,313
（―）

経常利益（�経常損失） 11,991,785 � 27,258
特 別 利 益 113,552,250 ―

特 別 損 失 168,303 ―

契約者配当準備金繰入額 106,910,556 ―

法 人 税 及 び 住 民 税 154,586,533 112
法 人 税 等 調 整 額 � 143,807,529 � 4,466
当期純利益（�当期純損失） 7,686,171 � 22,904

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） � 22,904 ―

民営化に伴う税効果調整額 20,194,748 ―

当期純利益（�当期純損失） 7,686,171 � 22,904
（変 動 額 合 計） 27,880,920 � 22,904
繰越利益剰余金（当期末残高） 27,858,015 � 22,904

なお、特別利益の主なものは、価格変動準備金戻入額の 1135億 3666万余円である。

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
（個 人 保 険）

個人保険契約の年度末保
有契約

件 数 588千件 ―

金 額 1,626,979,778千円 ―

同 新 規 契 約 件 数 591千件 ―

金 額 1,635,047,400千円 ―

（個 人 年 金 保 険）

個人年金保険契約の年度
末保有契約

件 数 61千件 ―

金 額 216,033,347千円 ―

同 新 規 契 約 件 数 62千件 ―

金 額 217,261,651千円 ―

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「保険金等の支払に当たり、被

保険者の死亡後に年金の速やかな支払停止をしたり、未請求となっている保険金等について効果的な請

求勧奨をしたりすることにより支払が適切に行われるよう意見を表示したもの」（911ページ参照）を掲

記した。

（14） 関西国際空港施設エンジニア株式会社

この会社は、関西国際空港における滑走路、建築物、道路等施設の維持管理、運用及び改良に関する

業務等を行うことを目的として設立されているものである。その資本金は 19事業年度末現在で 4000万

円（全額関西国際空港株式会社の出資）となっている。

同会社の 19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

� 貸 借 対 照 表

区 分 19事業年度末 （18事業年度末）
千円 千円

資 産
（う ち 売 掛 金）

3,158,924
（2,320,813）

3,844,501
（3,234,500）

負 債
（う ち 買 掛 金）

2,810,943
（2,463,938）

3,529,789
（3,137,321）

純 資 産
（う ち 資 本 金）
（う ち 利 益 剰 余 金）

347,980
（40,000）
（307,980）

314,711
（40,000）
（274,711）
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� 損 益 計 算 書

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

売 上 高
（う ち 売 上 原 価）

9,903,319
（9,408,359）

10,414,867
（9,878,422）

経 常 利 益 58,404 99,778
特 別 損 失 688 7,728
法人税、住民税及び事業
税

34,896 38,688

当 期 純 利 益 33,269 52,921

（繰越利益剰余金の変動）

繰越利益剰余金（前期末残高） 274,711 221,789
当 期 純 利 益 33,269 52,921
（変 動 額 合 計） 33,269 52,921
繰越利益剰余金（当期末残高） 307,980 274,711

� 主な業務実績

区 分 19事業年度 （18事業年度）
千円 千円

関西国際空港株式会社か
ら受託している関西国際
空港の施設等の維持管
理、運用及び改良に関す
る業務等

金 額 9,607,550 9,972,766

なお、この会社について検査した結果、「第 3章 個別の検査結果」に「空港施設の維持管理等に係る

契約の実施に当たり、競争の利益を享受するため、契約方式を見直すなど契約事務を適切に実施するよ

う改善させたもの」（918ページ参照）を掲記した。
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